
事業モード 年 月 日
事業者名（法人番号）
代表者名

本社所在地 営業所名 営業所所在地 行政処分の種類 主な違反の条項 違反行為の概要
違反点数
（事業者）

違反点数
（営業所）

貨物 2018 11 1

有限会社北國急行（法人
番号８４１０００２００
７６６３） 代表者松田
司

秋田県湯沢市高松字中
村１５１－２

本社営業所
秋田県湯沢市高
松字中村１５１
－２

輸送施設の使用停止
（４０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項、法第
１７条第４項

平成２９年８月２４日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、5
件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、
（２）点呼の記録義務違反（安全規則第７条第５項）、（３）乗務等
の記録義務違反（安全規則第８条）、（４）運行指示書の作成義務違
反（安全規則第９条の３第１項）、（５）運転者に対する指導監督義
務違反（安全規則第１０条第１項）

4 4

貨物 2018 11 1

三栄急送株式会社（法人
番号７４２０００１０１
０６２７） 代表者佐藤
知香

青森県黒石市大字浅瀬
石字稲村３４－５

本社営業所
青森県黒石市大
字浅瀬石字稲村
３４番地６

輸送施設の使用停止
（２０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第３項

平成２９年１２月２０日、公安委員会からの通知を端緒として監査を
実施した結果、1件の違反が認められた。（１）過積載運送（貨物自動
車運送事業法第１７条第３項）

7 2

貨物 2018 11 1

有限会社セントラルエキ
スプレス（法人番号４３
８０００２０１０３４
４） 代表者添田義勝

福島県郡山市田村町上
行合字北川田４８－２

本社営業所

福島県郡山市田
村町上行合北川
田４８－２、４
８－１

輸送施設の使用停止
（５０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項、法第
１７条第４項、法第
２４条の３

平成２９年１１月１７日及び１２月７日、監査方針を端緒として監査
を実施した結果、3件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の
遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第
３条第４項）、（２）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第
１０条第１項）、（３）輸送の安全にかかわる情報の公表義務違反
（貨物自動車運送事業法第２４条の３）

5 5

貸切バス 2018 11 1

有限会社丸茂自動車（法
人番号
7140002034661）代表
者岡本茂樹

兵庫県丹波市氷上町西
中字顕太郎坪６１５番
地８号

本社

兵庫県丹波市氷
上町西中字顕太
郎坪６１５番地
８号

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

平成３０年８月２８日、法令違反の疑いを端緒に監査を実施。２件の
違反が認められた。（１）乗務員台帳の記載事項義務違反（旅客自動
車運送事業運輸規則（以下、「運輸規則」）第３７条第１項）、
（２）運転者に対する指導監督義務違反（運輸規則第３８条第１項）

8 0

貨物 2018 11 2
博多井住株式会社（法人
番号5290001015633）
代表者上野龍夫

福岡県福岡市博多区沖
浜町5-80

本社営業所
福岡県福岡市博
多区沖浜町5-80

輸送施設の使用停止
（10日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項、法第17
条第4項

平成30年6月25日、監査実施。11件の違反が認められた。(1)乗務時間
等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項)、(2)～(3)点呼の実施義務違反等(安全規則第7条)、
(4)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(5)乗務等の記録事
項義務違反(安全規則第8条)、(6)事故の記録事項義務違反(安全規則第9
条の2)、(7)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、
(8)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(9)特定運転
者に対する特別な指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(10)特定運転
者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(11)運行管
理規程の制定違反(安全規則第21条)

1 1

タクシー 2018 11 2

ラッキー自動車株式会社
（法人番号
3310001006152） 代
表者川添忠彦

長崎県佐世保市城山町
6-3

本社営業所
長崎県佐世保市
城山町10-1～9

輸送施設の使用停止
（31日車）

道路運送法第27条第
3項、特定地域及び
準特定地域における
一般乗用旅客自動車
運送事業の適正化及
び活性化に関する特
別措置法第16条の4
第1項

平成30年4月25日、監査実施。2件の違反が認められた。(1)運賃届出、
運賃変更届出違反(特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動
車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第16条の4第1項)、
(2)点呼の記録義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項）

9 4

タクシー 2018 11 2

相生タクシー有限会社
（法人番号
2290802013243） 代
表者石橋孝三

福岡県北九州市八幡西
区森下町11-3

本社営業所
福岡県北九州市
八幡西区森下町
11-3

文書警告
道路運送法第27条第
3項

平成30年10月5日、監査実施。10件の違反が認められた。(1)疾病、疲
労等のおそれのある乗務（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸
規則」）第21条第5項）、(2)乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規
則第37条第1項）、(3)運行管理規程の制定義務違反（運輸規則第48条
の2）、(4)点呼の記録義務違反（運輸規則第24条第5項）、(5)点呼の記
録事項義務違反（運輸規則第24条第5項）、(6)乗務等の記録事項義務
違反（運輸規則第25条）、(7)運転者に対する指導監督違反（運輸規則
第38条第1項）、(8)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記
録保存違反（運輸規則第38条第1項）、(9)運転者に対する指導監督の
記載事項義務違反（運輸規則第38条第1項）、(10)事故の記録事項不備
違反(運輸規則第26条の2）

0 0

貸切バス 2018 11 2
水間鉄道株式会社（法人
番号9120101038456）
代表者藤本昌信

大阪府貝塚市近木町２
番２号

水間営業所
大阪府貝塚市水
閒２６０

文書警告（処分日車
数１０日車のため、
一般貸切旅客自動車
運送事業者に対する
行政処分等の基準
３．（６）による）

道路運送法第２７条
第３項

平成３０年８月２０日、法令違反の疑いを端緒に監査を実施。４件の
違反が認められた。（１）運送引受書の記載事項義務違反（旅客自動
車運送事業運輸規則（以下、「運輸規則」）第７条の２第１項）、
（２）健康状態の把握義務違反（運輸規則第２１条第５項）、（３）
点呼の記録事項義務違反（運輸規則第２４条第５項）、（４）運行管
理者の講習受講義務違反（運輸規則第４８条の４第１項）

1 1

貸切バス 2018 11 2

有限会社へいあんバス
（法人番号
7130002031577）代表
者中川将子

京都府京田辺市三山木
中央四丁目２番地１

三山木営業
所

京都府京田辺市
三山木中央四丁
目２番地１

文書警告（処分日車
数２０日車のため、
一般貸切旅客自動車
運送事業者に対する
行政処分等の基準
３．（６）による）

道路運送法第１５条
第１項

平成３０年９月１３日及び同年１０月３日、法令違反の疑いを端緒に
監査を実施。１件の違反が認められた。（１）事業計画の変更認可違
反（道路運送法第１５条第１項）

2 2

貨物 2018 11 5
有限会社右京商運（法人
番号7130002021958）
代表者橋本健一

京都府京都市北区大宮
南山ノ前町４番地１

本社
京都府京都市北
区大宮南山ノ前
町４番地１

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年１月１２日及び同年１月１９日、労働局からの通報を端緒
に監査を実施。５件の違反が認められた。（１）乗務時間等の告示の
遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第４項）、（２）
健康状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第
６項）、（３）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第７条）、（４）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第８条）、（５）初任運転者に対する適性診断受診義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第２項）

1 1

貸切バス 2018 11 5

有限会社三和交通タク
シー法人番号（３２４０
００２０４６０８９）代
表者赤木利則

広島県神石郡神石高原
町小畠６８２－１

本社小畠営
業所

広島県神石郡神
石高原町小畠６
８２－１

文書警告（処分日車
数４０日車のため、
一般貸切旅客自動車
運送事業者に対する
行政処分等の基準
３．（６）による）

道路運送法第２７条
第３項

継続監視の監査対象として、平成３０年１０月４日に監査を実施。６
件の違反が認められた。（１）運送引受書の記載事項義務違反（旅客
自動車運送事業運輸規則（以下運輸規則）第７条の２第１項）（２）
点呼の実施義務違反（運輸規則第２４条第１項及び第２項）（３）点
呼の記録事項義務違反（運輸規則第２４条第５項）（４）乗務等の記
録事項義務違反（運輸規則第２５条第２項）（５）運行指示書の記載
事項義務違反（運輸規則第２８条の２第１項）（６）乗務員台帳の記
載事項義務違反（運輸規則第３７条第１項）

4 4

貨物 2018 11 6

有限会社 佐伯商事（法
人番号
6021002048648） 代
表者佐伯 信行

神奈川県座間市ひばり
が丘３－５３－１３

本社
神奈川県座間市
小松原１－５１
７０－１

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第15条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成29年9月6日及び同年9
月22日、監査を実施。7件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示
の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）（2）健康
状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）
（3）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条）（4）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第8条第1項）（5）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第9条）（6）運転者に対する指導監督違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）（7）整備管理者の研修受講
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第15条）

1 1



貨物 2018 11 6

株式会社 エーシング
（法人番号
3430001062142） 代
表者滝林 良幸

神奈川県相模原市中央
区下九沢６２－２

本社
神奈川県相模原
市中央区田名２
１６５－２２

輸送施設の使用停止
（110日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条

酒気帯び運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平成30
年2月21日及び同年5月2日、監査を実施。13件の違反が認められた。
（1）健康状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3
条第6項）（2）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条）（3）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第8条第1項）（4）運行記録計による記録義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第9条）（5）運転者に対する指導監督違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）（6）初任運転者に
対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10
条第2項）（7）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第13条）（8）整備管理者の選任（解任）未届出違反（道路運送
車両法第52条）（9）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第23条第1項）（10）事業計画の変更認可違反（貨物
自動車運送事業法第9条第1項）（11）事業計画事前届出違反（貨物自
動車運送事業法第9条第3項）（12）事業計画事後届出違反（貨物自動
車運送事業法第9条第3項）（13）報告義務違反（貨物自動車運送事業
報告規則第２条）

11 11

貨物 2018 11 6

株式会社 寿宅配便（法
人番号
8180002041959） 代
表者木下 卓也

愛知県名古屋市西区丸
野２－２－１

八王子
東京都八王子市
石川町２９６９
－１９

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条

適正化事業実施機関の巡回指導を拒否したことを端緒に、平成30年5月
30日及び同年6月15日、監査を実施。6件の違反が認められた。（1）乗
務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4
項）（2）点呼の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第7条第5項）（3）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第9条）（4）初任運転者に対する適性診断受診義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）（5）事業計画事
前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）（6）事業の健全な発
達を阻害する競争のうち社会保険等に未加入のもの（貨物自動車運送
事業法第25条第2項）

3 3

貨物 2018 11 6

株式会社 アサノ通運
（法人番号
2402701000005） 代
表者浅野 浩正

岩手県大船渡市末崎町
字小細浦７２番２

大洗
茨城県東茨城郡
大洗町港中央２
番地 １号室

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

死亡事故を引き起こしたことを端緒として平成30年6月26日及び同年7
月10日、監査を実施。8件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示
の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）（2）点呼
の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）（3）乗
務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1
項）（4）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第9条）（5））運行指示書による作成義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第9条の3）（6）運転者に対する指導監督違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）（7）定期点検整備の実
施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条、道路運送車両法第
48条第1項）（8）整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第15条）

4 4

貨物 2018 11 6

有限会社 木村運送（法
人番号
6012402000810） 代
表者中村 正義

東京都府中市宮西町４
－１６－５

本社
東京都府中市宮
西町４－１６－
５

輸送施設の使用停止
（190日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第13条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年5月15日及び同年
6月5日、監査を実施。11件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示
の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）（2）健康
状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）
（3）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条）（4）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第8条第1項）（5）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第1項）（6）高齢運転者に対する指導監督違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）（7）高齢運転者に
対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10
条第2項）（8）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第13条）（9）整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第15条）（10）運行管理者の講習受講義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項）（11）報告義務違反（貨
物自動車運送事業報告規則第2条）

19 19

貨物 2018 11 6
有限会社 金運（法人番
号1011502007778）
代表者丸島 代志子

東京都荒川区南千住２
－７－１

本社
東京都荒川区南
千住２－７－１

輸送施設の使用停止
（120日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第13条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年7月10日、監査を
実施。10件の違反が認められた。（1）健康状態の把握義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）（2）点呼の実施義務違反等
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）（3）乗務等の記録事項義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）（4）運転者に
対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）
（5）高齢運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第2項）（6）高齢運転者に対する適性診断受診義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）（7）定期点検整備
の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条）（8）整備管理
者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第15条）
（9）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第23条第1項）（10）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業
法第9条第1項）

12 12

貨物 2018 11 6

株式会社 日本ジェバー
ル（法人番号
2020001042888） 代
表者林 武彦

神奈川県横浜市緑区長
津田町４１７８

本社
神奈川県横浜市
緑区長津田町４
１７８

輸送施設の使用停止
（50日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年4月25日、監査を
実施。7件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）（2）健康状態の把握義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）（3）点呼の実施
義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）（4）運転者に
対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）
（5）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第2項）（6）定期点検整備の実施違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第13条）（7）整備管理者の研修受講義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第15条）

5 5

貨物 2018 11 6

有限会社 大洗貨物運送
（法人番号
3050002009172） 代
表者関根 政次

茨城県東茨城郡大洗町
大貫町３２６７－１

本社
茨城県東茨城郡
大洗町磯浜町１
８８２番地の１

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年7月11日、監査を
実施。8件の違反が認められた。（1）点呼の実施義務違反等（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条）（2）運転者に対する指導監督違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）（3）高齢運転者に
対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）
（4）高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第2項）（5）整備管理者の研修受講義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第15条）（6）運行管理者の講習受講義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項）（7）事業計
画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）（8）報告義務違
反（貨物自動車運送事業報告規則第２条）

6 6



貨物 2018 11 6
株式会社兵神（法人番号
7140001003931）代表
者千原昌主

兵庫県神戸市灘区摩耶
埠頭１業務センタービ
ル

本社
兵庫県神戸市灘
区摩耶埠頭１業
務センタービル

輸送施設の使用停止
（４０日車）

貨物自動車運送事業
法第９条第１項

平成２９年６月２２日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。
８件の違反が認められた。（１）事業計画変更認可違反（自動車車庫
の位置）（貨物自動車運送事業法第９条第１項）、（２）事業計画変
更認可違反（休憩・睡眠施設の位置）（貨物自動車運送事業法第９条
第１項）、（３）乗務時間等の告示の遵守違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第３条第４項）、（４）健康状態の把握義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第３条第６項）、（５）運転者台帳の作
成義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条の５第１項）、
（６）運転者台帳の記載事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第９条の５第１項）、（７）初任運転者に対する適性診断受診義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第２項）、（８）運行
管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第２３
条第１項）

4 4

貨物 2018 11 6
有限会社八仙興業（法人
番号8150002009835）
代表者吉田ユカ

奈良県橿原市中曽司町
８１の２

本社
奈良県橿原市中
曽司町８１の２

輸送施設の使用停止
（２０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項

平成３０年２月２７日及び同年３月７日、関係機関からの情報を端緒
に監査を実施。３件の違反が認められた。（１）乗務時間等の告示の
遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第４項）、（２）
健康状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第
６項）、（３）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第７条）

2 2

貨物 2018 11 6

南高貨物自動車株式会社
（法人番号
8310001009687） 代
表者廣瀬恭理

長崎県島原市北門町25 本社営業所
長崎県島原市北
門町53、54

輸送施設の使用停止
（40日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項、法第17
条第4項

平成30年7月19日、監査実施。10件の違反が認められた。(1)乗務時間
等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項)、(2)健康状態の把握義務違反(安全規則第3条第6
項)、(3)～(4)点呼の実施義務違反等(安全規則第7条)、(5)点呼の記録事
項義務違反(安全規則第7条第5項)、(6)運転者台帳の作成義務違反(安全
規則第9条の5第1項)、(7)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9
条の5第1項)、(8)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1
項)、(9)特定運転者に対する特別な指導監督違反(安全規則第10条第2
項)、(10)特定運転者に対する適性診断受診義務違反安全規則第10条第
2項)

4 4

貨物 2018 11 6 上坂 洋一 宮崎県都城市鷹尾 本社営業所
宮崎県都城市都
北町

輸送施設の使用停止
（110日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項、法第17
条第4項、法第60条
第1項、道路運送車
両法（以下「車両
法」）第48条、車両
法第52条

平成30年8月1日、監査実施。12件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(3)点呼
の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(4)運転者台帳の作成義務違反
(安全規則第9条の5第1項)、(5)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規
則第9条の5第1項)、(6)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第
1項)、(7)運転者に対する指導監督の記録義務違反(安全規則第10条第1
項)、(8)特定運転者に対する特別な指導監督違反(安全規則第10条第2
項)、(9)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2
項)、(10)整備管理者の選任(変更)未届出違反(安全規則第13条、道路運
送車両法（以下「車両法」）第52条)、(11)定期点検整備の実施違反(安
全規則第13条、車両法第48条)、(12)報告義務違反(貨物自動車運送事業
法第60条第1項)

11 11

貨物 2018 11 6
株式会社長島陸運（法人
番号9340001012084）
代表者小野隆己

鹿児島県阿久根市多田
3294

本社営業所
鹿児島県阿久根
市多田3294

輸送施設の使用停止
（110日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
8条第1項、法第17
条第1項、法第17条
第4項

平成30年7月18日、監査実施。15件の違反が認められた。(1)事業計画
(自動車車庫)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法第8
条第1項)、(2)健康状態の把握義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則（以下「安全規則」）第3条第6項)、(3)運転者台帳の記載事項義務違
反(安全規則第9条の5第1項)、(4)点呼の実施義務違反(安全規則第7
条)、(5)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(6)点呼の記
録（不実記載）違反(安全規則第7条第5項)、(7)乗務等の記録義務違反
(安全規則第8条) (8)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(9)
乗務等の記録保存義務違反(安全規則第8条)、(10)運行記録計による記
録義務違反(安全規則第9条)、(11)運行指示書に係る（作成、指示、携
行）義務違反(安全規則第9条の3第1項)、(12)乗務時間等の基準の遵守
違反(安全規則第3条第4項)、(13)運転者に対する指導監督違反(安全規
則第10条第1項)、(14)運転者に対する指導監督の記録義務違反(安全規
則第10条第1項)、(15)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(送安
全規則第10条第2項)

11 11

貨物 2018 11 6

株式会社沖縄総合産業
（法人番号６３６０００
３００６０９１） 代表
取締役鮫島美和子

沖縄県那覇市港町２－
５－８

本社営業所
沖縄県那覇市港
町２－５－８

輸送施設の使用停止
（１６５日車）及び
文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下、「法」）
第９条第３項、法第
１７条第１項、法第
１７条第４項、法第
６０条第１項、道路
運送車両法（以下、
「車両法」）第４７
条２、車両法第４８
条、道路運送法第９
５条

平成３０年７月２０日、適正化実施機関の行った巡回指導の評価結果
を勘案し監査を実施。１５件の違反事実が認められた。（１）営業所
又は荷扱所の名称、位置の変更違反（貨物自動車運送事業法施行規則
（以下、「施行規則」）第７条第１項第２号、第３号）、（２）乗務
時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下、
「安全規則」）第３条第４項、（３）健康状態の把握違反（安全規則
第３条第６項）、（４）点呼の実施違反（安全規則第７条第１項～第
３項）、（５）乗務等の記録違反（安全規則第８条）、（６）運行記
録計による記録違反（安全規則第９条）、（７）運転者台帳の記載事
項等の不備（安全規則第９条の５第１項）、（８）運転者に対する指
導及び監督違反（安全規則第１０条第１項）、（９）日常点検の未実
施（安全規則第１３条本文関係）、（１０）定期点検整備等の未実施
２回（安全規則第１３条本文関係、第１号）（１１）定期点検整備等
の未実施３回以上（安全規則第１３条本文関係、第１号）（１１）運
行管理規程の制定違反（安全規則第２１条第１項、第２項）、（１
２）運行管理者の講習受講義務違反（安全規則第２３条第１項）、
（１３）報告義務違反（貨物自動車運送事業法６０条第１項）、（１
４）自動車に関する表示義務違反（施行規則第６５条）

17 17

タクシー 2018 11 6

有限会社川島タクシー
（法人番号
8290002047094） 代
表者川島清志

福岡県八女市黒木町桑
原130-3

本社営業所
福岡県八女市黒
木町桑原130-3

輸送施設の使用停止
（30日車）、文書警
告

道路運送法（以下
「法」）第16条第1
項、法第27条第3項

平成30年7月17日、監査実施。10件の違反が認められた。(1)事業計画
(配置車両数)に定める業務の確保違反（道路運送法第16条第1項）、(2)
運賃・料金に関する事項の事業用自動車への表示義務違反（旅客自動
車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第4条第2項）、(3)疾病、疲
労等のおそれのある乗務（運輸規則第21条第5項）、(4)乗務員台帳の
記載事項義務違反（運輸規則第37条第1項）、(5)運行管理規程の制定
義務違反（運輸規則第48条の2）、(6)点呼の記録事項義務違反（運輸
規則第24条第5項）、(7)乗務等の記録事項義務違反運輸規則第25
条）、(8)乗務時間等の基準の遵守違反（運輸規則第21条第1項）、(9)
指導要領制定義務違反（運輸規則第40条第1項）、(10)運転者に対する
指導監督違反（運輸規則第38条第1項）

3 3

タクシー 2018 11 6

株式会社沖東交通（法人
番号６３６０００１００
７０４４） 代表取締役
東江一成

沖縄県那覇市真嘉比２
－３５－２６

那覇営業所
沖縄県那覇市真
嘉比２－３５－
２６

輸送施設の使用停止
（３０日車）及び文
書警告

道路運送法第２７条
第３項、特定地域及
び準特定地域におけ
る一般乗用旅客自動
車運送事業の適正化
及び活性化に関する
特別措置法第１６条
の４第１項

平成３０年７月２４日、死亡事故を端緒に監査を実施。３件の違反事
実が認められた。（１）運転者に対する指導監督義務違反（旅客自動
車運送事業運輸規則（以下、「運輸規則」）第３８条第１項）、
（２）運転者に対する特別な指導義務違反（運輸規則第３８条第２
項）、（３）未届出、不当運賃収受（特定地域及び準特定地域におけ
る一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置
法第１６条の４第１項）

3 3



貨物 2018 11 7

末広エクスプレス有限会
社（法人番号
8080402021298） 代
表取締役赤塚 稔

静岡県磐田市南島６２
６番地の１

本社
静岡県磐田市福
田中島３７５３
番地の１２８

輸送施設の使用停止
（３０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項及
び第４項

平成３０年５月１５日及び平成３０年８月２２日、関係機関からの情
報を端緒として監査実施。４件の違反が認められた。（１）乗務時間
等の基準の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全
規則」）第３条第４項）、（２）健康状態の把握義務違反（安全規則
第３条第６項）、（３）点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１項
及び第２項並びに第３項）、（４）点呼の記録記載不備（安全規則第
７条第５項）

3 3

貨物 2018 11 7
日本通運株式会社（法人
番号4010401022860）
代表者齋藤充

東京都港区東新橋１丁
目９－３

泉州ロジス
ティクスン
ター

大阪府岸和田市
地蔵浜町７－６

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年２月１４日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実
施。２件の違反が認められた。（１）乗務等の記録事項違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第８条）、（２）運行管理者に対する指導
監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第２２条）

1 1

貨物 2018 11 7

宏和運輸倉庫株式会社
（法人番号
8130001017254）代表
者安藤正純

京都府京都市下京区大
宮通り塩小路上ル上中
之町３２

久御山
京都府久世郡久
御山町林高黒１
番８

文書警告
貨物自動車運送事業
法第１７条第１項

平成３０年９月１３日及び同年９月２８日、死亡事故を引き起こした
ことを端緒に監査を実施。５件の違反が認められた。（１）乗務時間
等の告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第４
項）、（２）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第７条）、（３）点呼の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第７条第５項）、（４）乗務等の記録義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第８条）、（５）運転者台帳の記載事項義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条の５第１項）

4 0

貨物 2018 11 7
ミヤケン有限会社 代表
者桑内敏

愛媛県伊予郡砥部町宮
内916-1

本社営業所
愛媛県伊予郡砥
部町宮内916-1

許可の取消
貨物自動車運送事業
法第32条

所在不明事業者であることを端緒として調査を実施。相当の期間事業
を行っていないものと認められた。事業の無届出休止・廃止(貨物自動
車運送事業法第32条)

0 0

貨物 2018 11 7
第一建工株式会社 代表
者矢野光太郎

愛媛県西条市喜多台
486-7

本社営業所
愛媛県西条市高
田502

許可の取消
貨物自動車運送事業
法第32条

所在不明事業者であることを端緒として調査を実施。相当の期間事業
を行っていないものと認められた。事業の無届出休止・廃止(貨物自動
車運送事業法第32条)

0 0

貨物 2018 11 7
アキラ産業有限会社 代
表者田坂力

愛媛県今治市松本町5-
2-3

本社営業所
愛媛県今治市松
本町5-2-3

許可の取消
貨物自動車運送事業
法第32条

所在不明事業者であることを端緒として調査を実施。相当の期間事業
を行っていないものと認められた。事業の無届出休止・廃止(貨物自動
車運送事業法第32条)

0 0

貨物 2018 11 7

株式会社ヤクシン運輸
（法人番号
3320001002729） 代
表者藥真寺信充

大分県大分市西大道1-
1-17

福岡営業所
福岡県筑紫野市
山家4318-1

輸送施設の使用停止
（20日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項、法第17
条第4項

平成30年8月29日、監査実施。6件の違反が認められた。(1)運転者台帳
の記載事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第9条の5第1項)、(2)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(3)
点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(4)乗務等の記録事項
義務違反(安全規則第8条)、(5)乗務時間等の基準の遵守違反(安全規則
第3条第4項)、(6)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)

2 2

タクシー 2018 11 7

金星自動車株式会社（法
人番号１４３０００１０
０４２８６） 代表者吉
野僚徹

北海道札幌市清田区北
野１条１丁目９－１

北野営業所
北海道札幌市清
田区北野１条１
丁目９－１

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第３８条第
１項

平成３０年１０月３１日、公安委員会からの通報を端緒として監査を
実施。１件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督違反
（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１項）

1 0

タクシー 2018 11 7

駒姫タクシー株式会社
（法人番号
3120001030650）代表
者藤原大

大阪府大阪市住之江区
東加賀屋１丁目１２番
２３号

住吉
大阪府大阪市住
之江区御崎１丁
目９番３号

輸送施設の使用停止
（１０日車）

道路運送法第２７条
第３項

平成３０年７月１８日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。
２件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則（以下、「運輸規則」）第３８条第１
項）、（２）運行管理者の講習受講義務違反（運輸規則第４８条の４
第１項）

1 1

タクシー 2018 11 7

新京和タクシー株式会社
（法人番号
7130001010499）代表
者田畑太郎

京都府京都市南区吉祥
院蒔絵町２３

本社
京都府京都市南
区吉祥院蒔絵町
２３

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

公安委員会からの道路交通法第１０８条の３４の規定に基づく通知件
数（駐停車違反）が、過去１年以内に３件に達した。運転者の指導監
督義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条１項）

0 0

タクシー 2018 11 7

株式会社本渡港運送店
（法人番号
8330001015304） 代
表者松﨑周一

熊本県天草市港町1-8 本社営業所
熊本県天草市港
町1-8

輸送施設の使用停止
（100日車）、文書警
告

道路運送法（以下
「法」）第16条第1
項、法第23条第3
項、法第27条第3
項、法第95条、道路
運送車両法（以下
「車両法」）第48
条、車両法第52条

平成30年7月25日、監査実施。20件の違反が認められた。(1)事業計画
(自動車車庫)に定める業務の確保違反（道路運送法(以下「法」)第16条
第1項）、(2)乗務時間等の基準の遵守違反（旅客自動車運送事業運輸規
則（以下「運輸規則」）第21条第1項）、(3)疾病、疲労等のおそれの
ある乗務（運輸規則第21条第5項）、(4)～(5)点呼の実施義務違反等
（運輸規則第24条）、(6)点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条第
5項）、(7)乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第25条）、(8)事故の
記録事項不備違反(運輸規則第26条の2）、(9)乗務員台帳の記載事項義
務違反（運輸規則第37条第1項）、(10)運転者に対する指導監督違反
（運輸規則第38条第1項）、(11)運転者に対する指導監督の記録違反
（運輸規則第38条第1項）、(12)運転者に対する指導監督の記載事項義
務違反（運輸規則第38条第1項）、(13)特定運転者に対する特別な指導
監督違反（運輸規則第38条第2項）、(14)特定運転者に対する適性診断
受診義務違反（運輸規則第38条第2項）、(15)運行管理者の選任（解
任）未届出違反（法第23条第3項）、(16)運行管理者の補助者の要件違
反（運輸規則第47条の9第3項）、(17)運行管理者の講習受講義務違反
（運輸規則第48条の4第1項）、(18)整備管理者の選任（変更）未届出
違反（運輸規則第45条、道路運送車両法（以下「車両法」）第52
条）、(19)定期点検整備の実施違反（運輸規則第45条、車両法第48
条）、(20)自動車に関する表示義務違反（法第95条）

10 10

貸切バス 2018 11 7

白老観光バス株式会社
（法人番号
9430001054514） 代
表者石見義春

北海道白老郡白老町竹
浦２１６番地８８

本社営業所
北海道白老郡白
老町竹浦２１６
番地８８

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第２４条第
５項 他１件

平成３０年１０月１６日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状
況を端緒として監査を実施。２件の違反が認められた。（１）点呼の
記録事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第２４条第５項）、
（２）乗務等の記録事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第２
５条第１項、第２項、第４項）

0 0

貸切バス 2018 11 7

白老観光バス株式会社
（法人番号９４３０００
１０５４５１４） 代表
者石見義春

北海道白老郡白老町竹
浦２１６－８８

本社営業所
北海道白老郡白
老町竹浦２１６
－８８

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第２４条第
５項 他１件

平成３０年１０月１６日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状
況を端緒として監査を実施。２件の違反が認められた。（１）点呼の
記録事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第２４条第５項）、
（２）乗務等の記録事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第２
５条第１項、第２項、第４項）

0 0

貨物 2018 11 8

宇和島自動車運送株式会
社（法人番号
3500001015316）和田
祥孝

愛媛県宇和島市鶴島町
4-20

新居浜営業
所

愛媛県新居浜市
黒島1-6-45

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

平成30年10月4日、労働局と合同で監査を実施したところ、3件の違反
が確認された。(1)運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切
であったこと（安全規則第7条第5項）、(2)運転者台帳の作成が確実に
なされていなかったこと（安全規則第9条の5第1項）、(3)運転者台帳
について定められた事項の記録が不適切であったこと（安全規則第9条
の5第1項）

0 0

タクシー 2018 11 8

立山交通合資会社（法人
番号６２３０００３００
０２８２） 代表社員高
田昭

富山県中新川郡立山町
前沢１１７３－６

本社営業所
富山県中新川郡
立山町前沢１１
７３－６

輸送施設の使用停止
（７０日車）

道路運送法第２７条
第３項及び同法第３
０条第２項

平成３０年２月１６日、監査実施。７件の違反が認められた。（１）
疾病、疲労等のおそれのある乗務（旅客自動車運送事業運輸規則第２
１条第５項）（２）点呼の実施義務違反（旅客自動車運送事業運輸規
則第２４条第１項～第２項）（３）点呼の記録義務違反（旅客自動車
運送事業運輸規則第２４条第５項）（４）運転者に対する指導監督告
示による運転者に対する指導監督義務違反（旅客自動車運送事業運輸
規則第３８条第１項）（５）運転者に対する指導監督告示による運転
者に対する特別な指導及び適性診断受診義務違反（旅客自動車運送事
業運輸規則第３８条第２項）（６）補助者の要件違反（旅客自動車運
送事業運輸規則第４７条の９第３項）（７）事業の健全な発達を阻害
する競争（道路運送法第３０条第２項）

7 7



貸切バス 2018 11 8

株式会社ケー・オー・
ケー・ケー（法人番号３
１１０００１０１３３４
２） 代表者小柳肇

新潟県新発田市大栄町
６－６－４

下越営業所
新潟県胎内市長
橋１２５－１

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

平成２９年９月５日、監査実施。１件の違反が認められた。（１）運
送引受書の交付義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第７条の２第
１項）

0 0

貸切バス 2018 11 8

河原交通株式会社法人番
号（９２７０００１００
６５１５）代表者鳥越宣
孝

鳥取県鳥取市長谷２０
９－１

本社営業所
鳥取県鳥取市河
原町布袋３５５
－１

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

当該事業者が新規許可を受けたことを端緒として、平成３０年７月２
６日及び同年１０月２３日に監査を実施。２件の違反が認められた。
（１）点呼の記録事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下
運輸規則）第２４条第５項）（２）乗務員台帳の記載事項義務違反
（運輸規則第３７条第１項）

0 0

貨物 2018 11 9
有限会社白石産業（法人
番号2130002030724）
代表者白石安秀

京都府綴喜郡井手町大
字井手小字野畑１７番
地の４

本社
京都府綴喜郡井
手町野畑１７－
４

輸送施設の使用停止
（１００日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年２月６日及び同年２月２２日、労働局からの通報を端緒に
監査を実施。７件の違反が認められた。（１）健康状態の把握義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第６項）、（２）点呼の
記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第５項）、
（３）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第８
条）、（４）乗務等の記録違反（不実記載）（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第８条）、（５）運行記録計による記録違反（不実記録）
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条）、（６）運転者台帳の記
載事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条の５第１項）、
（７）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第１０条第２項）

10 10

貨物 2018 11 9

株式会社大野商事運輸
（法人番号
8140001077132）代表
者大野裕一

和歌山県有田郡広川町
西広２６１番地１３

本社
和歌山県有田郡
広川町西広２６
１番地１３

輸送施設の使用停止
（５０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成２９年１１月１日及び同年１１月１５日、関係機関からの情報を
端緒に監査を実施。９件の違反が認められた。（１）健康状態の把握
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第６項）、（２）
点呼の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第５
項）、（３）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第８条）、（４）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第９条）、（５）運転者台帳の作成義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第９条の５第１項）、（６）運転者台帳
の記載事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条の５第１
項）、（７）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第１０条第１項）、（８）高齢運転者に対する適性診断受診
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第２項）、
（９）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第２３条第１項）

5 5

貸切バス 2018 11 9

日本観光旅行センター有
限会社（法人番号
3140002061825）代表
者北川功

兵庫県西脇市西脇７１
２ー８８番地

本社
兵庫県西脇市高
松町９２

文書警告（処分日車
数４０日車のため、
一般貸切旅客自動車
運送事業者に対する
行政処分等の基準
３．（６）による）

道路運送法第２７条
第３項

平成３０年１０月２日、法令違反の疑いを端緒に監査を実施。２件の
違反が認められた。（１）点呼の実施義務違反（旅客自動車運送事業
運輸規則（以下、「運輸規則」）第２４条第１項、第２項、第３
項）、（２）点呼の記録事項義務違反（運輸規則第２４条第５項）

4 4

貸切バス 2018 11 9
天祥国際株式会社（法人
番号3120101055218）
代表者権賀福

大阪府堺市堺区栄橋町
１丁６ー５ー５０６

本社
大阪府堺市堺区
栄橋町１丁６ー
５ー５０６

文書警告（処分日車
数４０日車のため、
一般貸切旅客自動車
運送事業者に対する
行政処分等の基準
３．（６）による）

道路運送法第２７条
第３項

平成３０年６月２７日、新規許可事業者を端緒に監査を実施。４件の
違反が認められた。（１）運送引受書の記載事項義務違反（旅客自動
車運送事業運輸規則（以下、「運輸規則」）第７条の２第１項）、
（２）点呼の実施義務違反（運輸規則第２４条第１項、第２項、第３
項）、（３）点呼の記録事項義務違反（運輸規則第２４条第５項）、
（４）乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第３７条第１項）

4 4

貨物 2018 11 12

株式会社新開トランス
ポートシステムズ（法人
番号５０１０６０１０３
９１９１）  代表者佐
藤勝

東京都江東区東陽３－
７－１３

北福島営業
所

福島県伊達郡国
見町大字小坂字
梅ノ町９－５

文書警告
貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年１０月１０日、監査方針を端緒として監査を実施した結
果、3件の違反が認められた。（１）点呼の記録義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７条第５項）、（２）
点呼の記録事項義務違反（安全規則第７条第５項）、（３）運転者に
対する指導監督の記録保存違反（安全規則第１０条第１項）

0 0

貨物 2018 11 12
小林運送株式会社（法人
番号6160001010753）
代表者小林正樹

滋賀県近江八幡市千僧
供町６４０－１

本社
滋賀県近江八幡
市長福寺町１６
８－１

輸送施設の使用停止
（５０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項

平成３０年２月１日及び同年２月５日、労働局からの通報を端緒に監
査を実施。６件の違反が認められた。（１）乗務時間等の告示の遵守
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第４項）、（２）健康
状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第６
項）、（３）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第７条）、（４）点呼の記録違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第７条第５項）、（５）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第８条）、（６）運転者台帳の作成義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第９条の５第１項）

9 5

貸切バス 2018 11 12

舞鶴京都タクシー株式会
社（法人番号
6130001052369）代表
者澤志郎

京都府舞鶴市字森５６
６番地の５

舞鶴営業所
京都府舞鶴市字
浜１１４４番１
２

輸送施設の使用停止
（８０日車）

道路運送法第２５条

平成３０年７月９日、法令違反の疑いを端緒に監査を実施。４件の違
反が認められた。（１）運転者の制限違反（道路運送法第２５条）、
（２）健康状態の把握義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以
下、「運輸規則」）第２１条第５項）、（３）乗務等の記録事項義務
違反（運輸規則第２５条第１項、第２項、第４項）、（４）運行指示
書の記載事項義務違反（運輸規則第２８条の２第１項）

8 8

貸切バス 2018 11 12
日田バス株式会社（法人
番号6320001010183）
代表者中倉淳一

大分県日田市本町8-18 杷木営業所
福岡県朝倉市杷
木池田字神子田
534-2

文書警告
道路運送法（以下
「法」）第12条第1
項、法第27条第3項

平成30年9月7日、監査実施。5件の違反が認められた。(1)運送約款の
掲示義務違反（道路運送法第12条第1項）、(2)点呼の記録事項義務違
反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第24条第5
項）、(3)運転者に対する指導監督の記載事項義務違反（運輸規則第38
条第1項）、(4)運行指示書の記載事項義務違反（運輸規則第28条の2第
1項）、(5)運送引受書の記載事項不備違反（運輸規則第7条の2第1項）

0 0

貨物 2018 11 13

有限会社丸善運送（法人
番号２４２０００２０１
１９３４） 代表者佐藤
勝

青森県北津軽郡中泊町
大字芦野字福泊１４０
番地２

本社営業所

青森県北津軽郡
中泊町大字芦野
字福泊１４０番
地２

輸送施設の使用停止
（２０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第３項

平成３０年１月２５日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実
施した結果、1件の違反が認められた。（１）過積載運送（貨物自動車
運送事業法第１７条第３項）

2 2

貨物 2018 11 13

有限会社橋野物流（法人
番号５４２０００２０１
５４３７） 代表者橋野
淳一

青森県平川市碇ヶ関諏
訪平１３－１

本社営業所
青森県平川市
碇ヶ関諏訪平１
３－１

輸送施設の使用停止
（２０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項、法第
１７条第４項

平成２９年７月１９日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、4
件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、
（２）点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１項、第２項、第３
項）、（３）点呼の記録義務違反（安全規則第７条第５項）、（４）
運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第１０条第１項）

2 2

貨物 2018 11 13

嶋本運輸株式会社（法人
番号６１３０００１０１
０８３９） 代表者嶋本
勇次郎

京都府京都市南区吉祥
院嶋出在家町３－１

岩手支店

岩手県紫波郡矢
巾町流通セン
ター南三丁目７
番地１２、７番
地３

輸送施設の使用停止
（３０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項、法第
１７条第４項

平成３０年１月１８日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、3
件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、
（２）乗務時間等の基準の遵守違反（一運行の勤務時間）（安全規則
第３条第４項）、（３）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則
第１０条第１項）

3 3



貨物 2018 11 13

秋田宇部輸送株式会社
（法人番号４４１０００
１０００１９３） 代表
者石田哲治

秋田県秋田市土崎港相
染町字浜ナシ山８－４

本社営業所
秋田県秋田市土
崎港相染町浜ナ
シ山８－４

輸送施設の使用停止
（１０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項、法第
１７条第４項

平成３０年１月２４日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、3
件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、
（２）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第１０条第１
項）、（３）運転者に対する指導監督の記録義務違反（安全規則第１
０条第１項）

1 1

貨物 2018 11 13

株式会社リンカイ物流
（法人番号３３７０００
１００６３２９） 代表
者菊田菊夫

宮城県仙台市宮城野区
仙台港北一丁目１－１
５

本社営業所

宮城県仙台市宮
城野区仙台港北
一丁目１－１
５、１－９

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第３項

平成３０年２月８日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実施
した結果、1件の違反が認められた。（１）過積載運送（貨物自動車運
送事業法第１７条第３項）

1 1

貨物 2018 11 13

山富自動車有限会社（法
人番号９０７０００２０
１２５４９） 代表者山
澤富夫

群馬県高崎市下小塙町
１２２９

新潟営業所
新潟県新潟市江
南区曙町３－１
２－７

輸送施設の使用停止
（３０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項及
び同法第１７条第４
項

平成３０年９月１１日、監査実施。２件の違反が認められた。（１）
乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条
第４項）（２）運行指示書（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条
の３第１項）

3 3

貨物 2018 11 13

長村運輸 株式会社（法
人番号
7020001021193） 代
表者木村 亮治

神奈川県横浜市都筑区
池辺町１２３６－１

本社

神奈川県横浜市
港北区新横浜３
－１６－１５
ＳＫビル新横浜
７Ｆ Ｂ－６

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

労働局からの通報を端緒として平成30年4月11日、監査を実施。5件の
違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第3条第4項）（2）健康状態の把握義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）（3）点呼の実施義務違反等
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）（4）乗務等の記録事項義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）（5）運転者に
対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1
項）

3 3

貨物 2018 11 13

有限会社 丸井商運（法
人番号
9070002013175） 代
表者山田 正人

群馬県高崎市大八木町
９０－３

本社
群馬県高崎市大
八木町９０－１
１

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年1月18日及び同年
3月9日、監査を実施。4件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示
の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）（2）運転
者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1
項）（3）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第10条第2項）（4）事業の健全な発達を阻害する競
争のうち社会保険等に未加入のもの（貨物自動車運送事業法第25条第2
項）

4 4

貨物 2018 11 13

株式会社 中央運輸（法
人番号
9021001004418） 代
表者渡部 勝則

神奈川県藤沢市亀井野
４０３－１

厚木
神奈川県厚木市
下川入字五ノ域
２３７番地７

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

救護措置義務違反があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平
成30年5月16日、監査を実施。7件の違反が認められた。（1）乗務時間
等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）
（2）健康状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3
条第6項）（3）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条）（4）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第1項）（5）高齢運転者に対する指導監督違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）（6）初任・高齢運
転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第10条第2項）（7）事故の未報告（自動車事故報告規則第3条第1
項）

3 3

貨物 2018 11 13

有限会社 オオワダピア
ノサービス（法人番号
5050002008180） 代
表者大和田 勝則

茨城県ひたちなか市大
字東石川３５８７－４

本社

茨城県ひたちな
か市大字東石川
３５８７－４、
５

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第8条
第1項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平成30年7月
13日、監査を実施。5件の違反が認められた。（1）健康状態の把握義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）（2）点呼の記
録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）（3）
乗務等の記録義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1
項）（4）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第1項）

1 1

貨物 2018 11 13

赤羽運送 株式会社（法
人番号
6030001086658） 代
表者赤羽 喜美子

埼玉県行田市長野４－
２９－１４

本社
埼玉県行田市長
野４－２９－１
４

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平成30年4月
13日及び同年5月14日、監査を実施。5件の違反が認められた。（1）乗
務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4
項）（2）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
7条）（3）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第1項）（4）事故惹起運転者に対する指導監督違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）（5）事故惹起運転者に
対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10
条第2項）

4 4

貨物 2018 11 13
有田陸運株式会社（法人
番号9300001004804）
代表者鳥谷竹人

佐賀県武雄市山内町宮
野22730

本社営業所
佐賀県武雄市山
内町宮野22730

輸送施設の使用停止
（30日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項、法第17
条第4項

平成30年8月3日、監査実施。6件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項)、(2)健康状態の把握義務違反(安全規則第3条第6
項)、(3)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(4)運転者台
帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(5)運転者台帳の記載事項
義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(6)運転者に対する指導監督違反
(安全規則第10条第1項)

5 3

タクシー 2018 11 13
株式会社フクユ（法人番
号1140001078863）代
表者松下仁伺

兵庫県伊丹市池尻７丁
目１８１番地

川西営業所
兵庫県川西市萩
原１丁目１１－
２４

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

平成３０年１０月１７日、長期未実施を端緒に監査を実施。1件の違反
が認められた。（１）点呼の記録事項義務違反（旅客自動車運送事業
運輸規則第２４条第５項）

0 0

タクシー 2018 11 13
第一交通株式会社（法人
番号2340001008808）
代表者下之角洋

鹿児島県薩摩川内市向
田本町9-8

姶良営業所
鹿児島県姶良市
宮島町30-3

文書警告

道路運送法（以下
「法」）第23条第3
項、法第27条第3
項、道路運送車両法
第48条

平成30年10月5日、監査実施。8件の違反が認められた。(1)運賃・料
金・運送約款の公示義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下
「運輸規則」）第4条第1項）、(2)運行管理者の選任（解任）未届出違
反（道路運送法第23条第3項）、(3)乗務時間等の基準の遵守違反（運
輸規則第21条第1項）、(4)乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第25
条）、(5)乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条第1項）、
(6)運転者に対する指導監督違反（運輸規則第38条第1項）、(7)指導要
領制定義務違反（運輸規則第40条第1項）、(8)定期点検整備の実施違
反（運輸規則第45条、道路運送車両法第48条）

0 0

貸切バス 2018 11 13

株式会社サンシャイン貿
易（法人番号：
9011801019780） 代
表者 神林叡子

東京都足立区神明南1-
1-1

本社営業所
東京都足立区六
木3-3-1

文書警告（処分日車
数20日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3.(6)
による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

平成30年8月1日及び平成30年8月7日、新規許可を受けたことを端緒に
監査を実施。3件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反
(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第21条第1項)､(2)点呼
の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)､(3)運転者に対する指導監
督義務違反(運輸規則第38条第1項)

2 2

貸切バス 2018 11 13

ＴＳ観光株式会社（法人
番号：
4011801030750） 代
表者 徐榮敏

東京都足立区古千谷本
町2-5-30-102

本社営業所
東京都足立区古
千谷本町2-5-30-
102

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第24条第5
項

平成30年7月25日及び平成30年8月3日、新規許可を受けたことを端緒
に監査を実施。2件の違反が認められた。(1)点呼の記録事項義務違反
(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第24条第5項)､(2)運転
者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)

0 0

貸切バス 2018 11 13

ＮＴＫ観光バス株式会社
（法人番号：
9011501020717） 代
表者 鈴木菜月

東京都足立区花畑6-13-
13-203

本社営業所
東京都足立区花
畑6-13-13-203

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第24条第5
項

平成30年8月16日、新規許可を受けたことを端緒に監査を実施。3件の
違反が認められた。(1)点呼の記録事項義務違反(旅客自動車運送事業運
輸規則(以下｢運輸規則｣)第24条第5項)､(2)運転者に対する指導監督等義
務違反(運輸規則第38条第1項)､(3)報告義務違反(道路運送法第94条第1
項)

0 0

貸切バス 2018 11 13

有限会社芦安観光タク
シー（法人番号：
5090002007096） 代
表者 青木常治

山梨県南アルプス市芦
安芦倉599

八田営業所
山梨県南アルプ
ス市六科1587-20

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第5
項

平成30年9月19日、定期的な監査を実施。2件の違反が認められた。(1)
疾病のおそれのある乗務(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規
則｣)第21条第5項)､(2)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38
条第1項)

11 0



貨物 2018 11 14
楠町運送有限会社（法人
番号3190002019967 ）
代表取締役須藤忠雄

三重県四日市市楠町小
倉７５４－１

本社
三重県四日市市
楠町小倉７５４
－１

輸送施設の使用停止
（５０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第４項

平成３０年７月３１日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として監
査実施。９件の違反が認められた。（１）事業計画変更認可違反（法
第９条第１項）、（２）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、（３）点
呼の実施不適切（安全規則第７条第１項及び第２項並びに第３項）、
（４）乗務等の記録記載不備（安全規則第８条）、（５）運転者台帳
の記載不備（安全規則第９条の５第１項）、（６）運転者に対する指
導監督違反（安全規則第１０条第１項）、（７）特定の運転者に対す
る指導監督違反（安全規則第１０条第２項）、（８）特定の運転者に
対する適性診断受診義務違反（安全規則第１０条第２項）、（９）運
行管理者の選任（解任）届出違反（安全規則第１９条）

5 5

貨物 2018 11 14

北大阪輸送株式会社（法
人番号
7120001155568）代表
者中道恵子

大阪府守口市菊水通３
－１１－２６

本社
大阪府守口市菊
水通３－１１－
２６

輸送施設の使用停止
（６０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項

平成２９年８月３日、同年１０月１０日及び平成３０年１月３１日、
関係機関からの情報を端緒に監査を実施。７件の違反が認められた。
（１）乗務時間等の告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第３条第４項）、（２）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第７条）、（３）点呼の実施不適切（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第７条）、（４）点呼の記録事項違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第７条第５項）、（５）乗務等の記録事項違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第８条）、（６）運行記録計によ
る記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条）、（７）
高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第１０条第２項）

6 6

タクシー 2018 11 14

三重近鉄タクシー株式会
社（法人番号
3190001016370） 代
表者大西史人

三重県四日市市久保田
１丁目２番地２３号

鈴鹿
三重県鈴鹿市磯
山３丁目１２番
地１２号

輸送施設の使用停止
（２０日車）及び文
書警告

道路運送法第２７条
第３項

平成３０年９月２１日、監査方針に基づき監査実施。４件の違反が認
められた。（１）点呼の記録記載不備（旅客自動車運送事業運輸規則
（以下「運輸規則」）第２４条第５項）、（２）乗務員台帳の記載不
備（運輸規則第３７条第１項）、（３）特定の運転者に対する指導監
督違反（運輸規則第３８条第２項）、（４）特定の運転者に対する適
性診断受診義務違反（運輸規則第３８条第２項）

7 2

タクシー 2018 11 14

有限会社第二フジタク
シー（法人番号
7180002043808） 代
表取締役梅村尚史

愛知県名古屋市守山区
瀬古一丁目１０４６番
地

本社
愛知県名古屋市
守山区瀬古一丁
目１０４６

輸送施設の使用停止
（２０日車）及び文
書警告

道路運送法第２７条
第３項

平成３０年８月３１日、監査方針に基づき監査実施。３件の違反が認
められた。（１）一般準則（職務遂行の指導、措置）違反（旅客自動
車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第２条第３項）、（２）整
備管理者の研修受講義務違反（運輸規則第４６条）、（３）運行管理
者の講習受講義務違反（運輸規則第４８条の４第１項）

2 2

タクシー 2018 11 14

有限会社川津タクシー法
人番号（７２８０００２
０００６００）代表者山
本秀樹

島根県松江市西川津町
６２４－１２

川津営業所
島根県松江市西
川津町６２４－
１２、１３

輸送施設の使用停止
（２０日車）及び文
書警告

道路運送法第２７条
第３項

長期間監査を未実施であったことを端緒として、平成３０年２月２６
日及び同年３月２３日に監査を実施。５件の違反が認められた。
（１）乗務等の記録事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以
下運輸規則）第２５条第３項）（２）運転者に対する指導監督義務違
反（運輸規則第３８条第１項）（３）運転者に対する指導監督の記録
義務違反（運輸規則第３８条第１項）（４）特定の運転者に対する指
導監督義務違反（運輸規則第３８条第２項）（５）特定の運転者に対
する適性診断受診義務違反（運輸規則第３８条第２項）

2 2

貨物 2018 11 15

有限会社エフワンオート
サービス（法人番号３３
８０００２０１６１４
４） 代表者下条廣司

福島県二本松市東裏１
１２－２

本社営業所
福島県二本松市
東裏１１２－２

文書警告
貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年１１月６日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、1
件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督の記録義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第１項）

0 0

貨物 2018 11 15
泰星運送有限会社（法人
番号2160002008321）
代表者田中利男

滋賀県犬上郡豊郷町安
食西８５０

安食
滋賀県犬上郡豊
郷町大字安食西
１４６３番地

輸送施設の使用停止
（９５日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年２月１４日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実
施。７件の違反が認められた。（１）乗務時間等の告示の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第４項）、（２）健康状態
の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第６項）、
（３）点呼の記録違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第５
項）、（４）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第８条）、（５）運転者台帳の作成義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第９条の５第１項）、（６）初任運転者に対する適性診
断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第２
項）、（７）定期点検整備の実施違反（３ヶ月点検）（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第１３条、道路運送車両法第４８条）

12 10

貨物 2018 11 15
丸敏急配有限会社（法人
番号9120002019266）
代表者水原敏

大阪府大阪市福島区吉
野４丁目２７番２２号

本社
大阪府大阪市福
島区吉野４丁目
２７番２２号

輸送施設の使用停止
（１２０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年１月２５日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。
１２件の違反が認められた。（１）乗務時間等の告示の遵守違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第３条第４項）、（２）健康状態の把
握義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第６項）、
（３）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７
条）、（４）点呼の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第７条第５項）、（５）乗務等の記録義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第８条）、（６）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第８条）、（７）運行記録計による記録義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条）、（８）運転者台帳の記
載事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条の５第１項）、
（９）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第１０条第１項）、（１０）運転者に対する指導監督の記録違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第１項）、（１１）初任
運転者及び高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第１０条第２項）、（１２）運行管理者の講習受
講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第２３条第１項）

12 12

タクシー 2018 11 15

株式会社オリーブキャブ
大阪（法人番号
8120001104219）代表
者高橋昌良

大阪府大阪市淀川区三
津屋南１丁目１番２６
号

南
大阪府大阪市淀
川区三津屋南１
－１－２６

輸送施設の使用停止
（２０日車）

道路運送法第２７条
第３項

平成３０年８月２９日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。
１件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１項）

3 2

タクシー 2018 11 15
大タク株式会社（法人番
号4120001103876）代
表者山下太

大阪府大阪市淀川区野
中北１丁目２番１５号

本社
大阪府大阪市淀
川区野中北１丁
目２番１５号

輸送施設の使用停止
（１０日車）

道路運送法第２７条
第３項

平成３０年９月２０日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。
１件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１項）

1 1

貸切バス 2018 11 15

ニュー恒容交通株式会社
（法人番号
9040001046468）代表
者錢子畏

東京都大田区中央１－
１１ー１７

大阪営業所
大阪府泉南市樽
井３丁目３９ー
３

文書警告（処分日車
数４０日車のため、
一般貸切旅客自動車
運送事業者に対する
行政処分等の基準
３．（６）による）

道路運送法第１５条
第１項

平成３０年５月２４日及び同年６月１９日、法令違反の疑いを端緒に
監査を実施。４件の違反が認められた。（１）事業計画の変更認可違
反（道路運送法第１５条第１項）、（２）乗務員台帳の記載事項義務
違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下、「運輸規則」）第３７条
第１項）、（３）運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第
３８条第２項）、（４）定期点検整備の実施義務違反（運輸規則第４
５条）

31 4

貨物 2018 11 16
呉産業有限会社（法人番
号7180002006203）
取締役加藤光子

愛知県名古屋市港区東
茶屋４－１３７－１

本社
愛知県名古屋市
港区東茶屋４－
１３７－１

輸送施設の使用停止
（１０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第４項

平成３０年９月７日、監査方針に基づいて監査実施。２件の違反が認
められた。（１）事業計画変更事前届出違反（法第９条第３項）、
（２）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
１３条第１号）

1 1



貨物 2018 11 16

株式会社タケダ産業（法
人番号
2080101010054） 代
表取締役竹田尚久

静岡県富士市依田橋３
１８－１

本社
静岡県富士市依
田橋字江堀３１
８－２

輸送施設の使用停止
（３０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項及
び第４項

平成３０年８月２８日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として監
査実施。４件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第
４項）、（２）点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１項及び第２
項）、（３）点呼の記録記載不備（安全規則第７条第５項）、（４）
運転者に対する指導監督違反（安全規則第１０条第１項）

3 3

貨物 2018 11 16
有限会社岳舳興業（法人
番号8200002014821 ）
代表取締役近藤悦夫

岐阜県海津市平田町蛇
池１８５－１

本社
岐阜県海津市平
田町蛇池字屋敷
中１８５－１

輸送施設の使用停止
（３０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項及
び第４項

平成３０年６月１５日、関係機関からの情報を端緒として監査実施。
７件の違反が認められた。（１）健康状態の把握義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第６項）、
（２）点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１項及び第２項）、
（３）点呼の記録記載不備（安全規則第７条第５項）、（４）乗務等
の記録義務違反（安全規則第８条）、（５）運行記録計による記録義
務違反（安全規則第９条）、（６）特定の運転者に対する指導監督違
反（安全規則第１０条第２項）、（７）特定の運転者に対する適性診
断受診義務違反（安全規則第１０条第２項）

3 3

貨物 2018 11 16

山陽自動車運送株式会社
（法人番号
9120001035090）代表
者荻野秀実

大阪府東大阪市西鴻池
町３丁目１番２２号

大阪港
大阪府大阪市港
区福崎２－４－
１４

輸送施設の使用停止
（３０日車）

貨物自動車運送事業
法第９条第２項

平成２９年１２月１２日及び平成３０年１月１７日、労働局からの通
報を端緒に監査を実施。９件の違反が認められた。（１）運行系統変
更違反（特別積合せ）（貨物自動車運送事業法第９条第２項第４
号）、（２）運行系統ごとの運行日並びに最大及び最小回数変更違反
（特別積合せ）（貨物自動車運送事業法第９条第２項第５号）、
（３）事業計画変更事前届出違反（各営業所に配置する事業用自動車
の種別ごとの数違反）（貨物自動車運送事業法第９条第３項）、
（４）事業計画変更事前届出違反（各営業所に配置する運行車の数違
反）（貨物自動車運送事業法第９条第３項）、（５）健康状態の把握
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第６項）、（６）
点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条）、
（７）点呼の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条
第５項）、（８）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第８条）、（９）最低賃金の違反（貨物事業者運送事業法第２
５条第２項）

3 3

貨物 2018 11 16

株式会社依里運輸法人番
号（４２６０００１０２
１４７８）代表者福尾元
宏

岡山県備前市伊里中７
４７－１

本社営業所
岡山県備前市伊
里中７４７－１

輸送施設の使用停止
（３０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項及
び第４項

酒気帯び運転を行ったとして、長崎県公安委員会から通知を受けたこ
とを端緒として、平成３０年５月１６日及び同年７月３日に監査を実
施。１１件の違反が認められた。（１）乗務時間等告示の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下安全規則）第３条第４項）
（２）点呼の記録事項義務違反（安全規則第７条第５項）（３）乗務
等の記録事項義務違反（安全規則第８条第１項）（４）運転者台帳の
記載事項義務違反（安全規則第９条の５第１項）（５）運転者に対す
る指導監督義務違反（安全規則第１０条第１項）（６）運転者に対す
る指導監督の記録義務違反（安全規則第１０条第１項）（７）運転者
に対する指導監督の記録事項義務違反（安全規則第１０条第１項）
（８）特定の運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第１０条第
２項）（９）特定の運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則
第１０条第２項）（１０）整備管理者の研修受講義務違反（安全規則
第１５条）（１１）運行管理者の講習受講義務違反（安全規則第２３
条第１項）

3 3

貨物 2018 11 16
有限会社幸建企画（法人
番号6320002008912）
代表者古城幸太郎

大分県大分市大字古国
府277

本社営業所
大分県大分市大
字迫386-3

輸送施設の使用停止
（70日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
8条第1項、法第17
条第1項、法第17条
第4項、法第60条第
1項

平成30年7月10日、監査実施。15件の違反が認められた。(1)事業計画
(自動車車庫)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法
（以下「法」）第8条第1項)、(2)報告義務違反(法第60条第1項)、(3)健
康状態の把握義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全
規則」）第3条第6項)、(4)運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条の
5第1項)、(5)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1
項)、(6)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項)、(7)点
呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(8)乗務等の記録事項義務違反(安
全規則第8条)、(9)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、
(10)乗務時間等の基準の遵守違反(安全規則第3条第4項)、(11)運転者に
対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(12)運転者に対する指導
監督の記録義務違反(安全規則第10条第1項)、(13)特定運転者に対する
特別な指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(14)特定運転者に対する
適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(15)整備管理者の研修
受講義務違反(安全規則第15条)

7 7

貨物 2018 11 16

有限会社ピアノサービス
センター那覇（法人番号
２３６０００２００３５
７４） 代表取締役有銘
兼康

沖縄県那覇市古島１－
５－１４

本社営業所
沖縄県那覇市古
島１－５－１４

輸送施設の使用停止
（３０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下、「法」）
第１７条第１項、法
第１７条第４項、

平成３０年７月１８日、適正化実施機関の行った巡回指導の評価結果
を勘案し監査を実施。６件の違反事実が認められた。（１）過労運転
の防止措置義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下、「安
全規則」）第３条第６項）、（２）点呼の実施違反（安全規則第７条
第１項～第３項）、（３）乗務等の記録違反（安全規則８条）（４）
運転者台帳の記載事項等の不備（安全規則第９条の５第１項）、
（５）運転者に対する指導及び監督違反（安全規則第１０条第１項）
（６）整備管理者の選任（変更）の見届出（安全規則第１３条）

3 3

貨物 2018 11 19

有限会社山八運送（法人
番号４３８０００２０２
６５７１） 代表者武田
紀之

福島県いわき市泉町下
川字大剣３２６－６

本社営業所
福島県いわき市
泉町下川字大剣
３２６－９

輸送施設の使用停止
（２０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項、法第
１７条第４項

平成３０年１月３０日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、6
件の違反が認められた。（１）健康状態の把握義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第６項）、（２）
運転者台帳の作成義務違反（安全規則第９条の５第１項）、（３）運
転者に対する指導監督義務違反（安全規則第１０条第１項）、（４）
高齢運転者に対する特別な指導監督義務違反（安全規則第１０条第２
項）、（５）初任及び高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（安
全規則第１０条第２項）、（６）運行管理者の研修受講義務違反（安
全規則第２３条第１項）

2 2

貨物 2018 11 19
株式会社丸福（法人番号
2180001022858）代表
取締役石川雄二

愛知県名古屋市熱田区
横田１－７－７

本社
愛知県丹羽郡大
口町上小口２－
１３５－１

輸送施設の使用停止
（７０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項及び第
４項

平成３０年６月２０日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として監
査実施。９件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第
４項）、（２）健康状態の把握義務違反（安全規則第３条第６項）、
（３）点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１項及び第２項）、
（４）点呼の記録記載不備（安全規則第７条第５項）、（５）運行記
録計による記録義務違反（安全規則第９条）、（６）運転者に対する
指導監督違反（安全規則第１０条第１項）、（７）特定の運転者に対
する指導監督違反（安全規則第１０条第２項）、（８）特定の運転者
に対する適性診断受診義務違反（安全規則第１０条第２項）、（９）
報告義務違反（法第６０条第１項）

7 7



貨物 2018 11 19
松本運送株式会社（法人
番号5150001011423）
代表者松本悦代

奈良県磯城郡田原本町
大字三笠１８５－２

本社
奈良県磯城郡田
原本町大字三笠
１８５－２

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項

平成３０年３月９日及び同年３月１９日、関係機関からの情報を端緒
に監査を実施。５件の違反が認められた。（１）乗務時間等の告示の
遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第４項）、（２）
健康状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第
６項）、（３）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第７条）、（４）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第１０条第２項）、（５）定期点検整備
の実施違反（３ヶ月点検）（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１３
条、道路運送車両法第４８条）

1 1

貨物 2018 11 19
有限会社内本開発（法人
番号4290802007391）
代表者内本通

福岡県北九州市小倉北
区末広2-3-13

本社営業所
福岡県北九州市
小倉北区末広2-
3-13

輸送施設の使用停止
（70日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
8条第1項、法第17
条第1項、法第17条
第4項

平成30年7月27日、監査実施。8件の違反が認められた。(1)事業計画
(自動車車庫)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法第8
条第1項)、(2)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安
全規則（以下「安全規則」）第3条第4項)、(3)乗務時間等の基準なお書
き違反(安全規則第3条第4項)、(4)点呼の実施義務違反(安全規則第7
条)、(5)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(6)運行指示書に
係る（作成、指示、携行）義務違反(安全規則第9条の3第1項)、(7)運行
指示書の記載事項義務違反(安全規則第9条の3第1項)、(8)運転者台帳の
記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)

7 7

貨物 2018 11 19
株式会社伊藤運送（法人
番号6340001000439）
代表者伊藤公隆

鹿児島県鹿児島市谷山
港3-1-22

志布志営業
所

鹿児島県志布志
市志布志町夏井
1298-6

輸送施設の使用停止
（20日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項、法第17
条第4項

平成30年8月7日、監査実施。5件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項)、(2)～(3)点呼の実施義務違反等(安全規則第7条)、
(4)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(5)運転者に対する指
導監督違反(安全規則第10条第1項)

2 2

貨物 2018 11 19 幸地良也
沖縄県糸満市糸満１５
３０－１

本社営業所
沖縄県糸満市糸
満１５３０－１

輸送施設の使用停止
（２５日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下、「法」）
第１７条第４項、法
第１８条３項、道路
運送車両法第４８条

平成３０年８月７日及び８日、適正化実施機関の行った巡回指導の評
価結果を勘案し監査を実施。９件の違反事実が認められた。（１）点
呼の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下、「安全規
則」）第７条第１項～第３項）、（２） 運行記録計による記録違反
（安全規則第９条）、（３）運転者台帳の作成なし（安全規則第９の
５第１項）、（４）運転者台帳の記載事項等の不備（安全規則第９条
の５第１項）、（５）運転者に対する指導及び監督違反（安全規則第
１０条第１項）、（６）定期点検整備等の未実施１回（安全規則第１
３条）、（７）定期点検整備等の未実施２回（安全規則第１３条）、
（８）整備管理者の研修受講義務違反（安全規則第１５条）、（９）
運行管理者の選任（解任）の未届出（安全規則第１９条）

3 3

タクシー 2018 11 19

株式会社あんしんネット
あいち（法人番号
4180001020463） 代
表取締役社長天野清美

愛知県名古屋市中川区
尾頭橋四丁目１０番地
７号

長久手
愛知県長久手市
岩作落合２０１

輸送施設の使用停止
（３０日車）

道路運送法（以下
「法」）第１３条

平成３０年９月１８日、監査方針に基づき監査実施。１件の違反が認
められた。（１）運送引受義務違反（法第１３条）

3 3

タクシー 2018 11 19

合屋タクシー株式会社
（法人番号
1290001038233） 代
表者合屋成孝

福岡県糟屋郡宇美町宇
美5-9-6

本社営業所
福岡県糟屋郡宇
美町宇美5-9-6

輸送施設の使用停止
（48日車）、文書警
告、文書勧告

道路運送法（以下
「法」）第16条第1
項、法第23条第3
項、法第27条第3項

平成30年8月10日、監査実施。17件の違反が認められた。(1)事業計画
(配置車両数)に定める業務の確保違反（道路運送法（以下「法」）第16
条第1項）、(2)疾病、疲労等のおそれのある乗務（旅客自動車運送事業
運輸規則（以下「運輸規則」）第21条第5項）、(3)苦情処理の記録の
記載事項不備違反（運輸規則第3条第2項）、(4)苦情処理の記録の保存
義務違反（運輸規則第3条第2項）、(5)乗務員台帳の記載事項義務違反
（運輸規則第37条第1項）、(6)運行管理者の選任（解任）未届出違反
（法第23条第3項）、(7)運行管理者の補助者の要件違反（運輸規則第
47条の9第3項）、(8)運行管理規程の制定義務違反（運輸規則第48条の
2）、(9)点呼の実施義務違反（運輸規則第24条）、(10)点呼の記録義務
違反（運輸規則第24条第5項）、(11)乗務等の記録事項義務違反（運輸
規則第25条）、(12)指導主任者の届出義務違反運輸規則第68条第1項第
3号)、(13)指導主任者の転任（退任）届出義務違反(運輸規則第68条第1
項第4号)、(14)指導要領制定義務違反（運輸規則第40条第1項）、(15)
地理・応接の指導監督の記録、保存義務違反（運輸規則第40条第3
項）、(16)特定運転者に対する特別な指導監督違反（運輸規則第38条
第2項）、(17)特定運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第
38条第2項）

5 5

貸切バス 2018 11 19

株式会社エムトラベル
（法人番号８１００００
１０１６３５８） 代表
者丸山秀之

長野県安曇野市穂高有
明１０３２０－１

本社営業所
長野県安曇野市
穂高有明１０３
２０－１

輸送施設の使用停止
（９０日車）

道路運送法第２７条
第３項

平成３０年２月７日、監査実施。５件の違反が認められた。（１）運
送引受書の交付義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第７条の２第
１項）（２）点呼の記録義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第２
４条第５項）（３）運行記録計による記録義務違反（旅客自動車運送
事業運輸規則第２６条第１項）（４）運転者に対する指導監督告示に
よる運転者に対する特別な指導及び適性診断受診義務違反（旅客自動
車運送事業運輸規則第３８条第２項）

9 9

貨物 2018 11 20

株式会社鈴木工業（法人
番号３４３０００１００
８３６８） 代表者鈴木
光良

北海道札幌市手稲区稲
穂２条５丁目６－１０

本社営業所
北海道札幌市手
稲区稲穂２条５
丁目６－１０

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第１０
条第１項

平成３０年１１月１４日、公安委員会からの通報を端緒として監査を
実施。１件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第１項）

0 0

貨物 2018 11 20
有限会社 弁天（法人番
号9030002034349）
代表者黒川 進

埼玉県狭山市富士見１
－２７－２４

本社
埼玉県狭山市富
士見１－２７－
２４

輸送施設の使用停止
（130日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第13条

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平成30年4月
24日及び同年5月16日、監査を実施。8件の違反が認められた。（1）乗
務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4
項）（2）健康状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第3条第6項）（3）点呼の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第7条第5項）（4）運行記録計による記録義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第9条）（5）運転者に対する指導監督違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）（6）初任運転者に
対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10
条第2項）（7）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第13条）（8）事業の健全な発達を阻害する競争のうち社会保険
等に未加入のもの（貨物自動車運送事業法第25条第2項）

13 13

貨物 2018 11 20

高岡エクスプレス 株式
会社（法人番号
4040001087789） 代
表者タカオカ・マウリシ
オ・タケロ

千葉県木更津市東太田
４－５－１

群馬

群馬県太田市東
別所町２４７－
２ ＮＩＳＨＩ
ハイツＡ－１０
３

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年6月14日、監査を
実施。11件の違反が認められた。（1）健康状態の把握義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）（2）点呼の実施義務違反等
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）（3）乗務等の記録事項義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）（4）運転者に
対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）
（5）初任運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第2項）（6）初任運転者に対する適性診断受診義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）（7）定期点検整備
の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条、道路運送車両
法第48条第1項）（8）整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第15条）（9）事業計画の変更認可違反（貨物自動
車運送事業法第9条第1項）（10）事業計画事前届出違反（貨物自動車
運送事業法第9条第3項）（11）事業計画事後届出違反（貨物自動車運
送事業法第9条第3項）

4 4



貨物 2018 11 20

株式会社 丸福商運（法
人番号
2020001005630） 代
表者髙須 修

神奈川県横浜市旭区矢
指町１８４９

本社
神奈川県横浜市
旭区中希望ヶ丘
９－２２

輸送施設の使用停止
（70日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平成30年4月
26日、監査を実施。10件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の
遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）（2）健康状
態の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）
（3）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）
（4）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
8条第1項）（5）運行指示書による作成義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条の3）（6）運転者に対する指導監督違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第10条第1項）（7）高齢運転者に対する指導
監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）（8）初
任・高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第2項）（9）運行管理者の講習受講義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項）（10）事業計画の変更認
可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）

7 7

貨物 2018 11 20

有限会社 浅野商店（法
人番号
6021002050835） 代
表者浅野 弘人

神奈川県小田原市東町
１－１３－３３

本社
神奈川県小田原
市東町１－１３
－３３

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年6月13日、監査を
実施。4件の違反が認められた。（1）健康状態の把握義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）（2）運転者に対する指導監
督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）（3）運行管
理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1
項）（4）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）

2 2

貨物 2018 11 20

甲谷運輸 株式会社（法
人番号
9013201001947） 代
表者甲谷 蒿男

東京都目黒区八雲１－
６－８

厚木
神奈川県厚木市
緑ヶ丘５－１８
－１

輸送施設の使用停止
（5日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第13条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年6月19日、監査を
実施。2件の違反が認められた。（1）運転者に対する指導監督違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）（2）定期点検整備
の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条）

1 1

貨物 2018 11 20

株式会社 ケースタッフ
（法人番号
5070001014855） 代
表者内田 亘次

群馬県伊勢崎市日乃出
町３１－２

本社
群馬県伊勢崎市
日乃出町３１－
２

輸送施設の使用停止
（150日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第13条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年5月29日、監査を
実施。9件の違反が認められた。（1）健康状態の把握義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）（2）点呼の実施義務違反等
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）（3）運行記録計による記
録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）（4）運行指示
書による作成義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3）
（5）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第10条第1項）（6）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）（7）定期点検整備の実施
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条）（8）運行管理者の講
習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項）
（9）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）

15 15

貨物 2018 11 20

東都小揚 株式会社（法
人番号
7010001051778） 代
表者進藤 信広

東京都江東区豊洲６－
６－２

本社
東京都江東区豊
洲６－６－２

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

過積載運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平成30年8
月30日、監査を実施。1件の違反が認められた。（1）過積載運送（貨
物自動車運送事業法第17条第3項）

3 3

貨物 2018 11 20
西南運送株式会社（法人
番号8340001012804）
代表者西垂水武志

鹿児島県南九州市知覧
町瀬世4744-2

本社営業所
鹿児島県南九州
市知覧町瀬世
4744-2

文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項、法第17
条第4項

平成30年11月6日、監査実施。3件の違反が認められた。(1)疾病、疲労
等のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全
規則」）第3条第6項)、(2)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9
条の5第1項)、(3)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)

0 0

タクシー 2018 11 20

松葉タクシー有限会社
（法人番号６１００００
２０１１２５２） 代表
者松葉和彦

長野県佐久市大字猿久
保７７９－２

軽井沢東営
業所

長野県北佐久郡
軽井沢町大字軽
井沢東３０５

輸送施設の使用停止
（４０日車）

道路運送法第１５条
第１項、同法第１５
条第３項、同法第１
５条第４項、同法第
２３条第３項及び道
路運送法施行規則第
６６条第１項

平成３０年６月２５日、監査実施。５件の違反が認められた。（１）
事業計画の変更認可違反（道路運送法第１５条第１項）（２）事業計
画の事前変更届出違反（道路運送法第１５条第３項）（３）事業計画
の事後変更届出違反（道路運送法第１５条４項）（４）運行管理者の
選任解任届出違反（道路運送法第２３条第３項）（５）届出義務違反
（道路運送法施行規則第６６条第１項第８号）

4 4

タクシー 2018 11 20

大阪山陽タクシー株式会
社（法人番号
7120001050926）代表
者村岡朋典

大阪府大阪市西淀川区
姫島２丁目１５番２８
号

本社
大阪府大阪市西
淀川区姫島２丁
目１５番２８号

輸送施設の使用停止
（１０日車）

道路運送法第２７条
第３項

平成３０年５月２３日及び同年７月１０日、法令違反の疑いを端緒に
監査を実施。４件の違反が認められた。（１）点呼の実施義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則（以下、「運輸規則」）第２４条第１
項、第２項）、（２）点呼の記録事項義務違反（運輸規則第２４条第
５項）、（３）運転者に対する指導監督義務違反（運輸規則第３８条
第１項）、（４）運行管理者補助者の要件違反（運輸規則第４７条の
９第３項）

1 1

タクシー 2018 11 20

新中国交通株式会社法人
番号（９２６０００１０
０７４０７）代表者古知
愛一郎

岡山県岡山市北区野田
５丁目１－４

本社営業所
岡山県岡山市北
区野田５丁目１
－４

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

情報提供を端緒として、平成３０年１０月２４日及び同年１１月１５
日に監査を実施。１件の違反が認められた。（１）乗務員台帳の記載
事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３７条第１項）

0 0

貸切バス 2018 11 20

有限会社ワダバン（法人
番号：
7020002087630） 代
表者 和田明

神奈川県南足柄市怒田
2801-5

本社営業所
神奈川県南足柄
市怒田2801-5

輸送施設の使用停止
（95日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

平成30年7月23日、定期的な監査を実施。4件の違反が認められた。(1)
疾病のおそれのある乗務(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規
則｣)第21条第5項)､(2)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第
38条第1項)､(3)定期点検整備等の未実施(運輸規則第45条)､(4)報告義務
違反(道路運送法第94条第1項)

11 10

貸切バス 2018 11 20

芸備観光 有限会社法人
番号（１２４０００２０
３００２９）代表者細川
信生

広島県三次市十日市中
１丁目７番地１４号

本社営業所
広島県三次市十
日市中１丁目７
番地１４号

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

継続監視の監査対象として、平成３０年１０月１５日に監査を実施。
５件の違反が認められた。（１）運送引受書の記載事項義務違反（旅
客自動車運送事業運輸規則（以下運輸規則）第７条の２第１項）
（２）点呼の記録事項義務違反（運輸規則第２４条第５項）（３）乗
務等の記録事項義務違反（運輸規則第２５条第２項）（４）運行指示
書の記載事項義務違反（運輸規則第２８条の２第１項）（５）乗務員
台帳の記載事項義務違反（運輸規則第３７条第１項）

0 0

貸切バス 2018 11 20

株式会社コミュニティタ
クシー（法人番号
8200001022255）代表
者林戸達美

岐阜県多治見市大原町
５－９９ー３

藤井寺営業
所

大阪府藤井寺市
津堂４－４３５

文書警告（処分日車
数４０日車のため、
一般貸切旅客自動車
運送事業者に対する
行政処分等の基準
３．（６）による）

道路運送法第２７条
第３項

平成３０年７月４日及び同年７月２５日、区域拡大を端緒に監査を実
施。３件の違反が認められた。（１）運行記録計による記録義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則（以下、「運輸規則」）第２６条第１
項）、（２）運行指示書の記載事項義務違反（運輸規則第２８条の２
第１項）、（３）運行管理者の講習受講義務違反（運輸規則第４８条
の４第１項）

4 4

貨物 2018 11 21
株式会社大運（法人番号
２４６０１０１０００８
２６） 代表者原田勝文

北海道帯広市東１０条
南１１丁目１－１７

本社営業所
北海道中川郡幕
別町字千住３９
７－３１

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第３条
第６項 他５件

平成３０年１０月２６日、関係機関からの情報を端緒として監査を実
施。６件の違反が認められた。（１）健康状態の把握義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第３条第６項）、（２）運転者台帳の記
載事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条の５第１
項）、（３）運転者に対する指導監督の記録保存違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第１０条第１項）、（４）特定運転者に対する適
性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第２
項）、（５）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第６０条第１
項）、（６）法人の役員（社員）の変更未届出違反（貨物自動車運送
事業法施行規則第４４条第１項）

0 0



貨物 2018 11 21

秋田運送株式会社（法人
番号７４１０００１００
０１７４） 代表者近藤
俊一

秋田県秋田市外旭川字
水口１５５－１

秋田港営業
所

秋田県秋田市土
崎港西一丁目７
－２５

輸送施設の使用停止
（１０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項、法第
１７条第４項

平成３０年１月２６日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、6
件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、
（２）点呼の記録義務違反（安全規則第７条第５項）、（３）運転者
台帳の記載事項義務違反（安全規則第９条の５）、（４）運転者に対
する指導監督義務違反（安全規則第１０条第１項）、（５）運転者に
対する指導監督の記録義務違反（安全規則第１０条第１項）、（６）
運転者に対する指導監督の記録保存義務違反（安全規則第１０条第１
項）

1 1

貨物 2018 11 21

株式会社大善（法人番号
８３８０００１０１８６
５７） 代表者矢部善兵
衛

福島県喜多方市字西町
２８４０

北会津営業
所

福島県会津若松
市真宮新町北四
丁目３

輸送施設の使用停止
（２０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年１月２５日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、2
件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第１０条第１
項）、（２）初任運転者に対する特別な指導監督義務違反（安全規則
第１０条第２項）

2 2

貨物 2018 11 21

株式会社ロジテック箱美
屋（法人番号
8180001081683） 代
表取締役佐々木紀彦

愛知県犬山市大字犬山
字西山下１番地１

本社
愛知県犬山市大
字犬山字西山下
１番地１

輸送施設の使用停止
（２０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年８月２４日、監査方針に基づいて監査実施。１件の違反が
認められた。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第１項及び第２項）

2 2

貨物 2018 11 21
株式会社コダマ（法人番
号3120001149549）代
表者兒玉保記

大阪府堺市南区赤坂台
５－１７－１２

太子
大阪府南河内郡
太子町大字太子
４７３－１

文書警告
貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

公安委員会からの道路交通法第１０８条の３４の規定に基づく通知件
数（その他道路交通法の違反行為）が過去一年以内に３件に達した。
（1）運転者の指導監督義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
１０条第１項）

0 0

貨物 2018 11 21
株式会社モリシタ（法人
番号8120101043779）
代表者森下孝司

大阪府泉大津市宇多１
０４６番地の２１

本社
大阪府泉大津市
宇多１０４６番
地の２１

文書警告
貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

公安委員会からの道路交通法第１０８条の３４の規定に基づく通知件
数（その他道路交通法の違反行為）が過去一年以内に３件に達した。
（1）運転者の指導監督義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
１０条第１項）

0 0

タクシー 2018 11 21

豊野タクシー有限会社
（法人番号８１００００
２００６２８３） 代表
者鈴木ミツ

長野県長野市豊野町浅
野５８８－１

本社営業所
長野県長野市豊
野町浅野５８８
－１

輸送施設の使用停止
（１０日車）

道路運送法第２７条
第３項

平成３０年８月３１日、監査実施。２件の違反が認められた。（１）
乗務時間等告示の遵守違反（旅客自動車運送事業運輸規則第２１条第
１項）（２）乗務等の記録義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第
２５条第３項）

1 1

タクシー 2018 11 21

すみれタクシー株式会社
（法人番号
2180001019813）代表
取締役平松増幸

愛知県名古屋市中川区
下之一色町北起９４番
地１号

下之一色

愛知県名古屋市
中川区下之一色
字北起９４番地
１号

輸送施設の使用停止
（３０日車）

道路運送法（以下
「法」）第１３条

平成３０年８月２７日、監査方針に基づき監査実施。１件の違反が認
められた。（１）運送引受義務違反（法第１３条）

3 3

乗合バス 2018 11 21

岩手県交通株式会社（法
人番号７４００００１０
０２２２１） 代表者伊
壷時雄

岩手県盛岡市盛岡駅前
通３番５５号

紫波営業所
岩手県紫波郡紫
波町北日詰字八
反田５８番地

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

平成３０年７月５日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、1件
の違反が認められた。（１）乗務員台帳の作成義務違反（旅客自動車
運送事業運輸規則第３７条第１項）

5 0

乗合バス 2018 11 21

岩手県交通株式会社（法
人番号７４００００１０
０２２２１） 代表者伊
壷時雄

岩手県盛岡市盛岡駅前
通３番５５号

松園営業所
岩手県盛岡市
三ッ割字大平１
番地１号

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

平成３０年７月５日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、1件
の違反が認められた。（１）運転基準図の作成義務違反（旅客自動車
運送事業運輸規則第２７条第１項）

5 0

乗合バス 2018 11 21

大野旅客自動車有限会社
（法人番号
7210002009375） 代
表取締役長谷川義二

福井県大野市要町２－
１６

中野
福井県大野市中
野５７字四反田
１１番２

輸送施設の使用停止
（３０日車）及び文
書警告

道路運送法（以下
「法」）第２７条第
３項

平成３０年７月１８日及び平成３０年７月２０日、監査方針に基づい
て監査実施。４件の違反が認められた。（１）事業計画変更事後届出
違反（法第１５条第４項）、（２）点呼の実施義務違反（旅客自動車
運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第２４条第１項及び第２
項）、（３）乗務等の記録記載不備（運輸規則第２５条）（運輸規則
第２５条第１項）、（４）運行管理者の講習受講義務違反（運輸規則
第４８条の４第１項）

3 3

貸切バス 2018 11 21

株式会社長泉ガーデン
（法人番号
2010401085587） 代
表者湯淺啓一

東京都渋谷区渋谷３－
７－３

沼津
静岡県沼津市内
浦重寺３２－２

輸送施設の使用停止
（９０日車）

道路運送法（以下
「法」）第２７条第
３項

平成３０年９月７日、監査方針に基づいて監査実施。４件の違反が認
められた。（１）点呼の実施義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則
（以下「運輸規則」）第２４条第１項及び第２項）、（２）運行記録
計による記録義務違反（運輸規則第２６条第１項）、（３）乗務員台
帳の記載不備（運輸規則第３７条第１項）、（４）報告義務違反（法
第９４条第１項）

15 9

貨物 2018 11 26

株式会社共栄ロジック
サービス（法人番号
7190001016904 ） 代
表取締役藤巻良介

三重県三重郡川越町大
字高松１６８

東員

三重県員弁郡東
員町大字長深字
筆ケ崎２０７７
－２

文書警告
貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年１０月２２日、監査方針に基づいて監査実施。３件の違反
が認められた。（１）乗務等の記録記載不備（貨物自動車運送事業輸
送安全規則（以下「安全規則」）第８条）、（２）運転者に対する指
導監督違反（安全規則第１０条第１項）、（３）運行管理者の選任
（解任）届出違反（安全規則第１９条）

2 0

貨物 2018 11 26
有限会社中西運送店（法
人番号8490002011336)
代表者中西誠

高知県香美市土佐山田
町山田1166

本社営業所
高知県香美市土
佐山田町山田
1166

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

平成30年11月14日、労働局と合同で監査を実施したところ、3件の違反
が確認された。(1)運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切
であったこと（安全規則第7条第5項）、(2)運転者台帳について定めら
れた事項の記録が不適切であったこと（安全規則第9条の5第1項）、
(3)事業実績報告書の提出をしていなかったこと（貨物自動車運送事業
法第60条第1項）

0 0

貨物 2018 11 26
有限会社辻田運輸（法人
番号7320002013993）
代表者辻田強美

大分県宇佐市大字猿渡
1120-30

本社営業所
大分県宇佐市大
字猿渡1120-30、
49

輸送施設の使用停止
（130日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第4項、法第60
条第1項、道路運送
車両法第48条

平成30年7月26日、監査実施。10件の違反が認められた。(1)点呼の記
録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第
7条第5項)、(2)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(3)運転者
台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(4)運転者台帳の記載事
項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(5)運転者に対する指導監督違反
(安全規則第10条第1項)、(6)運転者に対する指導監督の記録義務違反
(安全規則第10条第1項)、(7)整備管理者の研修受講義務違反(安全規則
第15条)、(8)定期点検整備の実施違反(安全規則第13条、道路運送車両
法第48条)、(9)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1
項)、(10)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項)

13 13

貨物 2018 11 26

出水ダイキュー運輸株式
会社（法人番号
7320002013993） 代
表者壱岐正歩

鹿児島県出水市野田町
下名3227-1

本社営業所
鹿児島県出水市
野田町下名3227-
1

輸送施設の使用停止
（10日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項、法第17
条第4項

平成30年7月4日、監査実施。6件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項)、(2）点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(3)点
呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(4)乗務等の記録事項義
務違反(安全規則第8条)、(5)運行指示書の記載事項義務違反(安全規則
第9条の3第1項)、(6)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1
項)

1 1



貨物 2018 11 26
有限会社浩栄商事（法人
番号3340002012353）
代表者須田浩一

鹿児島県鹿児島市稲荷
町2-1

本社営業所
鹿児島県鹿児島
市本名町826-2

輸送施設の使用停止
（140日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
8条第1項、法第17
条第1項、法第17条
第4項、法第18条第
1項、法第60条第1
項、道路運送車両法
第48条

平成30年5月29日、監査実施。23件の違反が認められた。(1)～(3)事業
計画(主たる事務所・営業所・休憩睡眠施設)に定めるところに従う義務
違反(貨物自動車運送事業法（以下「法」）第8条第1項)、(4)乗務時間
等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項)、(5)乗務時間等の基準なお書き違反(安全規則第3条
第4項)、(6)健康状態の把握義務違反(安全規則第3条第6項)、(7)点呼の
実施義務違反(安全規則第7条)、(8)点呼の記録義務違反(安全規則第7条
第5項)、(9)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(10)乗務
等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(11)運行記録計による記録義
務違反(安全規則第9条)、(12)運行指示書に係る（作成、指示、携行）
義務違反(安全規則第9条の3第1項)、(13)運転者台帳の作成義務違反(安
全規則第9条の5第1項)、(14)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則
第9条の5第1項)、(15)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第
1項)、(16)運転者に対する指導監督の記録義務違反(安全規則第10条第1
項)、(17)特定運転者に対する特別な指導監督違反(安全規則第10条第2
項)、(18)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第
2項)、(19)整備管理者の研修受講義務違反(安全規則第15条)、(20)定期
点検整備の実施違反(安全規則第13条、道路運送車両法第48条)、(21)運
行管理者の補助者の要件違反（安全規則第18条第3項）、(22)報告義務
違反(法第60条第1項)、(23)自動車車庫の確保違反(安全規則第6条)

14 14

貨物 2018 11 26
有限会社マエハタ（法人
番号2340002012271）
代表者前畑建雄

鹿児島県鹿児島市喜入
瀬々串町3234

本社営業所
鹿児島県鹿児島
市喜入瀬々串町
字榎田3213-2

輸送施設の使用停止
（130日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
8条第1項、法第17
条第1項、法第17条
第4項、法第60条第
1項、道路運送車両
法第48条

平成30年5月16日、監査実施。14件の違反が認められた。(1)事業計画
(自動車車庫)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法
（以下「法」）第8条第1項)、(2)乗務時間等の基準なお書き違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項)、(3)健
康状態の把握義務違反(安全規則第3条第6項)、(4)点呼の実施義務違反
(安全規則第7条)、(5)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、
(6)乗務等の記録義務違反(安全規則第8条)、(7)乗務等の記録事項義務
違反(安全規則第8条)、(8)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9
条)、(9)運行指示書に係る（作成、指示、携行）義務違反(安全規則第9
条の3第1項)、(10)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第
1項)、(11)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(12)
整備管理者の研修受講義務違反(安全規則第15条)、(13)報告義務違反
(法第60条第1項)、(14)定期点検整備の実施違反(安全規則第13条、道路
運送車両法第48条)

13 13

タクシー 2018 11 26

大阪山陽タクシー株式会
社（法人番号
7120001050926）代表
者村岡朋典

大阪府大阪市西淀川区
姫島２丁目１５番２８
号

本社
大阪府大阪市西
淀川区姫島２丁
目１５番２８号

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

公安委員会からの道路交通法第１０８条の３４の規定に基づく通知件
数（放置駐車違反）が過去１年以内に３件に達した。（１）運転者に
対する指導監督義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１
項）

1 0

タクシー 2018 11 26

柳川観光タクシー有限会
社（法人番号
7290002054100） 代
表者高須正隆

福岡県柳川市三橋町下
百町3-2

本社営業所
福岡県柳川市三
橋町下百町3-2

輸送施設の使用停止
（115日車）、文書警
告

道路運送法（以下
「法」）第16条第1
項、法第27条第3
項、道路運送車両法
第48条

平成30年8月9日、監査実施。21件の違反が認められた。(1)事業計画
(配置車両数)に定める業務の確保違反（道路運送法第16条第1項）、(2)
疾病、疲労等のおそれのある乗務（旅客自動車運送事業運輸規則（以
下「運輸規則」）第21条第5項）、(3)苦情処理の記録の記載事項不備
違反（運輸規則第3条第2項）、(4)苦情処理の記録の保存義務違反（運
輸規則第3条第2項）、(5)乗務員台帳の作成義務違反（運輸規則第37条
第1項）、(6)乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条第1
項）、(7)運行管理者の講習受講義務違反（運輸規則第48条の4第1
項）、(8)運行管理規程の制定義務違反（運輸規則第48条の2）、(9)～
(10)点呼の実施義務違反等（運輸規則第24条）、(11)点呼の記録保存義
務違反（運輸規則第24条第5項）、(12)アルコール検知器備え義務違反
（運輸規則第24条第4項）、(13)乗務等の記録事項義務違反（運輸規則
第25条）、(14)乗務員服務規律制定義務違反（運輸規則第41条）、
(15)運転者に対する指導監督違反（運輸規則第38条第1項）、(16)運転
者に対する指導監督の記録違反（運輸規則第38条第1項）、(17)運転者
に対する指導監督の記録保存違反（運輸規則第38条第1項）、(18)特定
運転者に対する特別な指導監督違反（運輸規則第38条第2項）、(19)特
定運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第38条第2項）、
(20)整備管理者の研修受講義務違反（運輸規則第46条）、(21)定期点検
整備の実施違反（運輸規則第45条、道路運送車両法第48条）

12 12

貸切バス 2018 11 26
株式会社天翔（法人番号
1120101052695）代表
者原口誠史

大阪府泉大津市板原町
５丁目１０番４０号

本社営業所
大阪府泉大津市
板原町５丁目１
０番４０号

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

平成３０年１０月９日、法令違反の疑いを端緒に監査を実施。１件の
違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反（旅客自動車
運送事業運輸規則第２１条第１項）

0 0

貸切バス 2018 11 26

株式会社ＣＯＭＰＬＥＴ
Ｅ（法人番号
7120001113534）代表
者田口貴一

大阪府守口市八雲東町
二丁目５８番１３号

本社営業所
大阪府守口市八
雲東町二丁目５
８番１３号

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

平成３０年１０月２５日、新規許可事業者を端緒に監査を実施。１件
の違反が認められた。（１）運送引受書の記載事項義務違反（旅客自
動車運送事業運輸規則第７条の２第１項）

0 0

貸切バス 2018 11 26
株式会社新栄（法人番号
1310001011220） 代
表者山脇慎太郎

長崎県東彼杵郡波佐見
町田の頭郷344-1

本社営業所
長崎県東彼杵郡
波佐見町田の頭
郷344-1

輸送施設の使用停止
（130日車）、文書警
告

道路運送法（以下
「法」）第9条の2第
1項、法第27条第3
項

平成30年5月30日、監査実施。7件の違反が認められた。(1)運賃料金事
前届出、運賃料金変更事前届出違反（道路運送法第9条の2第1項）、
(2)運行管理補助者の選任（解任）未届出違反（旅客自動車運送事業運
輸規則（以下「運輸規則」）第68条）、(3)点呼の実施義務違反（運輸
規則第24条）、(4)乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第25条）、(5)
運行記録計による記録保存義務違反(運輸規則第26条第1項） 、(6)運行
指示書の記載事項義務違反（運輸規則第28条の2第1項）、(7)運送引受
書の記載事項不備違反（運輸規則第7条の2第1項）

13 13

貸切バス 2018 11 26
遠江観光株式会社（法人
番号7080401003513）
代表取締役内山博俊

静岡県浜松市南区倉松
町４３５－６シーサイ
ドコーポ１０３号

本社

静岡県浜松市南
区倉松町４３５
－６シーサイド
コーポ１０３号

輸送施設の使用停止
（７０日車）及び文
書警告

道路運送法第２７条
第３項

平成３０年９月１３日、監査方針に基づいて監査実施。４件の違反が
認められた。（１）乗務員台帳の作成義務違反（旅客自動車運送事業
運輸規則（以下「運輸規則」）第３７条第１項）、（２）乗務員台帳
の記載不備（運輸規則第３７条第１項）、（３）特定の運転者に対す
る指導監督違反（運輸規則第３８条第２項）、（４）特定の運転者に
対する適性診断受診義務違反（運輸規則第３８条第２項）

13 7

貨物 2018 11 27

ドリーム・エクスプレス
株式会社（法人番号９１
１０００１０１４９７
９） 代表者石綿覚

新潟県三条市山王５９
－１９９０－６

本社営業所
新潟県三条市山
王５９－１９９
０－６

文書警告

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項及
び同法第１７条第４
項

平成３０年９月２７日、監査実施。２件の違反が認められた。（１）
乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条
第４項）（２）点呼の記録違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
７条第５項）

0 0

貨物 2018 11 27 田中 治夫
山梨県都留市十日市場
４７３－１

本店
山梨県都留市十
日市場４７３－
１

輸送施設の使用停止
（45日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第13条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年4月25日、監査を
実施。4件の違反が認められた。（1）運転者に対する指導監督違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）（2）定期点検整備
の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条）（3）事業の譲
渡し、譲受けの未無認可（貨物自動車運送事業法第30条第1項）（4）
報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）

5 5

貨物 2018 11 27
株式会社山栄運輸（法人
番号9140001004746）
代表者山本四十二

兵庫県神戸市西区大津
和３丁目２番２

本社
兵庫県神戸市西
区大津和３丁目
２番地２

文書警告
貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

公安委員会からの道路交通法第１０８条の３４の規定に基づく通知件
数（その他道路交通法の違反行為）が過去一年以内に３件に達した。
（1）運転者の指導監督義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
１０条第１項）

0 0



貨物 2018 11 27

株式会社おだか実業法人
番号（４２６０００１０
１０２４１）代表者小高
智志

岡山県赤磐市仁堀中１
０６０

本社営業所
岡山県赤磐市仁
堀中１０６０

輸送施設の使用停止
（１００日車）及び
文書警告

貨物自動車運送事業
法第９条第１項、第
１７条第１項及び第
４項

情報提供を端緒として、平成２９年１１月２９日及び平成３０年２月
６日に監査を実施。１２件の違反が認められた。（１）事業計画の変
更認可違反（車庫）（貨物自動車運送事業法施行規則第２条第１項第
４号）（２）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則（以下安全規則）第３条第４項）（３）健康状態の把握義務違
反（安全規則第３条第６項）（４）点呼の実施義務違反（安全規則第
７条第１項及び第２項）（５）点呼の記録事項義務違反（安全規則第
７条第５項）（６）乗務等の記録事項義務違反（安全規則第８条第１
項）（７）運転者台帳の作成義務違反（安全規則第９条の５第１項）
（８）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第１０条第１項）
（９）特定の運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第１０条第
２項）（１０）特定の運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規
則第１０条第２項）（１１）整備管理者の研修受講義務違反（安全規
則第１５条）（１２）運行管理者の講習受講義務違反（安全規則第２
３条第１項）

10 10

貨物 2018 11 27

新十和運輸株式会社法人
番号（６２４０００１０
２７９８７）代表者岩本
修治

広島県廿日市市木材港
南６－６

玖珂営業所
山口県岩国市周
東町上久原１６
１－１

輸送施設の使用停止
（２０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項及
び第４項

死亡事故を惹起したことを端緒として、平成３０年４月１６日及び同
年５月２５日に監査を実施。４件の違反が認められた。（１）乗務時
間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下安全規
則）第３条第４項）（２）点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１
項、第２項及び第３項）（３）点呼の記録事項義務違反（安全規則第
７条第５項）（４）乗務等の記録事項義務違反（安全規則第８条第１
項）

2 2

貨物 2018 11 27

株式会社アップライン
（法人番号
7330001013275） 代
表者田中一成

熊本県宇城市豊野町安
見19-1

本社営業所
熊本県宇城市豊
野町安見19-1

輸送施設の使用停止
（290日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
8条第1項、法第17
条第1項、法第17条
第4項、法第60条第
1項、道路運送法第
95条

平成30年7月18日、監査実施。15件の違反が認められた。(1)事業計画
(自動車車庫)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法
（以下「法」）第8条第1項)、(2)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項)、(3)乗務
時間等の基準なお書き違反(安全規則第3条第4項)、(4)健康状態の把握
義務違反(安全規則第3条第6項)、(5)点呼の実施義務違反(安全規則第7
条)、(6)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(7)乗務等の記録
（改ざん・不実記載）義務違反(安全規則第8条)、(8)運行指示書に係る
（作成、指示、携行）義務違反(安全規則第9条の3第1項)、(9)運転者台
帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(10)運転者に対する
指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(11)運転者に対する指導監督の
記録義務違反(安全規則第10条第1項)、(12)特定運転者に対する特別な
指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(13)特定運転者に対する適性診
断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(14)報告義務違反(法第60条第
1項)、(15)自動車に関する表示義務違反（道路運送法施行規則第65
条）

29 29

乗合バス 2018 11 27

ジェイアールバス東北株
式会社（法人番号９３７
０００１００８３６０）
代表者吉田豊

宮城県仙台市青葉区五
橋一丁目１番地１号

古川営業所
宮城県大崎市古
川幸町二丁目１
番地３号

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

平成３０年１１月１２日、監査方針を端緒として監査を実施した結
果、1件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１項）

0 0

乗合バス 2018 11 27
京都バス株式会社（法人
番号8130001002355）
代表者宮川豪夫

京都府京都市右京区嵯
峨明星町１番地１号

高野営業所
京都府京都市左
京区高野竹屋町
５番地

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

平成３０年１０月１２日、事業者の報告に基づき調査を実施。1件の違
反が認められた。（１）職務遂行の指導義務違反（旅客自動車運送事
業運輸規則第２条第３項）

1 0

乗合バス 2018 11 27

ジェイアール四国バス株
式会社（法人番号
5470001004840)代表者
吉良次雄

香川県高松市浜ノ町8-
33

松山支店
愛媛県松山市竹
原2-1-76

文書警告
道路運送法第27条第
3項

平成30年11月6日、車両火災事故を端緒として監査を実施したところ、
1件の違反が確認された。(1)運転者に対する点呼の実施結果の記録が不
適切であったこと（運輸規則第24条第5項）

0 0

貸切バス 2018 11 27

三陽自動車株式会社（法
人番号：
2010601040490） 代
表者 寺田学

東京都江東区深川2-6-
11

本社営業所
東京都江戸川区
中葛西4-9-18-6F

輸送施設の使用停止
（100日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第2
項

平成30年3月12日、定期的な監査を実施。6件の違反が認められた。(1)
運行管理者の解任届出違反(道路運送法第23条第3項)､(2)乗務時間等告
示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第21条第1
項)､(3)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)､(4)運転者に対
する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)､(5)高齢運転者に対す
る特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､(6)高齢運転者に対する
適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)

10 10

貸切バス 2018 11 27

株式会社博禹観光（法人
番号：
9030001109589） 代
表者 金雪波

東京都江戸川区西瑞江
3-19-10

本社営業所
東京都江戸川区
西瑞江3-19-10

文書警告（処分日車
数20日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3.(6)
による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第7条の2第
3項

平成30年9月3日、区域拡大を行ったことを端緒に監査を実施。3件の違
反が認められた。(1)申込者に対して支払う手数料等の額を記載した書
類の保存義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第7条
の2第3項)､(2)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)､(3)運転
者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)

2 2

貸切バス 2018 11 27
株式会社旅友（法人番
号：7040001050232）
代表者 中村光枝

千葉県八街市文違301-
3032

東京営業所
東京都葛飾区南
水元2-21-15

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

平成30年9月21日、定期的な監査を実施。1件の違反が認められた。(1)
運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条
第1項)

5 0

貨物 2018 11 28

モス物流プランニング株
式会社（法人番号９４３
０００１０２９３５９）
代表者森正廣

北海道札幌市豊平区月
寒東１条２０丁目４－
１９

本社営業所

北海道札幌市豊
平区月寒東１条
２０丁目４－１
９

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第１０
条第２項

平成３０年５月２９日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況
を端緒として監査を実施。１件の違反が認められた。（１）特定運転
者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第１０条第２項）

1 1

貨物 2018 11 28

北海総合物流株式会社
（法人番号８４３０００
２０２４２９３） 代表
者堀井伸二

北海道札幌市手稲区新
発寒７条７丁目２－１

本社営業所
北海道札幌市手
稲区新発寒７条
７丁目２－１

輸送施設の使用停止
（６５日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法施行規則第２条第
１項第２号 他９件

平成３０年６月７日及び平成３０年６月２１日、関係機関からの情報
を端緒として監査を実施。１０件の違反が認められた。（１）事業計
画変更の変更認可違反［営業所の位置（区域外）］（貨物自動車運送
事業法施行規則第２条第１項第２号）、（２）事業計画変更の変更認
可違反［自動車車庫の位置及び収容能力］（貨物自動車運送事業法施
行規則第２条第１項第４号）、（３）事業計画変更の変更認可違反
［乗務員の休憩・睡眠施設の位置及び収容能力］（貨物自動車運送事
業法施行規則第２条第１項第５号）、（４）乗務時間等の基準の遵守
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第４項）、（５）点呼
の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第１項、第
２項）、（６）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第９条）、（７）運行指示書の作成、指示又は携行義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条の３第１項から３
項）、（８）運転者台帳の記載事項義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第９条の５第１項）、（９）運転者に対する指導監督違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第１項）、（１０）定期
点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１３条本文
関係、第１号）
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貨物 2018 11 28
株式会社共新（法人番号
９４６０３０１００２３
６８） 代表者安在清一

北海道紋別郡遠軽町白
滝６７５

丸瀬布営業
所

北海道紋別郡遠
軽町丸瀬布南丸
３４４－１

輸送施設の使用停止
（４０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法第１７条第３項
他２件

平成３０年８月６日、公安委員会からの通報を端緒として監査を実
施。３件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第４項）、（２）過積載運
送（貨物自動車運送事業法第１７条第３項）、（３）運転者に対する
指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第１項）

4 4
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株式会社Ｊ・Ｂ・ロジス
ティクス（法人番号７４
３０００１０６６１５
６） 代表者小澤誠矢

北海道札幌市北区屯田
２条１丁目９－２０－
６０１

本社営業所

北海道札幌市北
区屯田２条１丁
目９－２０－６
０１

輸送施設の使用停止
（４０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第３条
第４項 他８件

平成３０年８月７日及び平成３０年８月１４日、関係機関からの情報
を端緒として監査を実施。９件の違反が認められた。（１）各営業所
に配置する事業用自動車の種別ごとの数違反（貨物自動車運送事業法
施行規則第６条第１項）、（２）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第３条第４項）、（３）健康状態の把握
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第６項）、（４）
点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第１
項、第２項）、（５）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第９条）、（６）運転者台帳の記載事項義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条の５第１項）、（７）特定
運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第１０条第２項）、（８）自動車検査証の備付け義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第１３条本文関係、第１号）、（９）報
告義務違反（貨物自動車運送事業法第６０条第１項）

4 4

貨物 2018 11 28

東北新開株式会社（法人
番号１４００５０１００
０２２６） 代表者赤堀
茂

岩手県一関市東台１４
－６０

秋田営業所
秋田県秋田市河
辺松渕字捨り水
２１－１

輸送施設の使用停止
（９０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
９条第３項、法第１
７条第４項

平成２９年１０月２０日、監査方針を端緒として監査を実施した結
果、7件の違反が認められた。（１）事業計画変更違反（貨物自動車運
送事業法施行規則第６条第１項第１号）、（２）点呼の実施義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７条第１
項、第２項、第３項）、（３）点呼の記録事項義務違反（安全規則第
７条第５項）、（４）点呼の記録義務違反（安全規則第７条第５
項）、（５）点呼の記録義務違反[不実記載]（安全規則第７条第５
項）、（６）運行指示書の作成義務違反（安全規則第９条の３第１
項）、（７）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第１０条第
１項）

9 9

貨物 2018 11 28
株式会社博運社（法人番
号4290001015766）
代表者眞鍋和弘

福岡県福岡市博多区吉
塚5-5-32

広川営業所
福岡県八女郡広
川町大字藤田
1425-50

輸送施設の使用停止
（10日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

平成30年7月10日、監査実施。4件の違反が認められた。(1)運行管理者
の講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第23条第1項)、(2)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(3)乗
務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(4)運転者に対する指導監督
違反(安全規則第10条第1項)

1 1

貨物 2018 11 28
吉浦運送株式会社（法人
番号1290001010919）
代表者吉浦勇次

福岡県福岡市中央区那
の津3-14-14

中津営業所
大分県中津市大
字植野477-1

輸送施設の使用停止
（20日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
8条第1項、法第17
条第1項、法第17条
第4項

平成30年8月9日、監査実施。10件の違反が認められた。(1)事業計画
(配置車両数)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法第8
条第1項)、(2)運転者台帳の記載事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則（以下「安全規則」）第9条の5第1項)、(3)点呼の実施義務違
反(安全規則第7条)、(4)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(5)
点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(6)運行指示書に係る
（作成、指示、携行）義務違反(安全規則第9条の3第1項)、(7)乗務時間
等の基準の遵守違反(安全規則第3条第4項)、(8)運転者に対する指導監
督違反(安全規則第10条第1項)、(9)運転者に対する指導監督の記録又は
指導監督の記録保存違反(安全規則第10条第1項) 、(10)特定運転者に対
する特別な指導監督違反(安全規則第10条第2項)

2 2

タクシー 2018 11 28

大和交通株式会社（法人
番号８４３０００１０２
０５７４） 代表者老川
功明

北海道札幌市白石区栄
通１丁目３－６

本社営業所
北海道札幌市白
石区栄通１丁目
３－６

輸送施設の使用停止
（１０日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第３８条第
１項

平成３０年８月９日、公安委員会からの通報を端緒として監査を実
施。１件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督違反
（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１項）

12 1

乗合バス 2018 11 28

道南バス株式会社（法人
番号１４３０００１０５
６８８０） 代表者矢野
輝佳

北海道室蘭市東町３丁
目２５－３

東営業所
北海道室蘭市東
町３丁目２５－
３

輸送施設の使用停止
（５０日車）及び文
書警告

道路運送法第１２条
第３項 他５件

平成３０年５月８日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を
端緒として監査を実施。６件の違反が認められた。（１）運賃料金、
運送約款等の変更掲示義務違反（道路運送法第１２条第３項）、
（２）乗務時間等の基準の遵守違反（旅客自動車運送事業運輸規則第
２１条第１項）、（３）健康状態の把握義務違反（旅客自動車運送事
業運輸規則第２１条第５項）、（４）乗務等の記録事項義務違反（旅
客自動車運送事業運輸規則第２５条第１項、第４項）、（５）乗務員
台帳の記載事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３７条第１
項）、（６）運転者に対する指導監督違反（旅客自動車運送事業運輸
規則第３８条第１項）

7 5

乗合バス 2018 11 28

道南バス株式会社（法人
番号１４３０００１０５
６８８０） 代表者矢野
輝佳

北海道室蘭市東町３丁
目２５－３

登別若山営
業所

北海道登別市若
山町２丁目４１
－１

輸送施設の使用停止
（１０日車）及び文
書警告

旅客自動車運送事業
運輸規則第２１条第
１項 他６件

平成３０年５月９日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を
端緒として監査を実施。７件の違反が認められた。（１）運賃料金、
運送約款の掲示義務違反（道路運送法第１２条第１項）、（２）運賃
料金、運送約款等の変更掲示義務違反（道路運送法第１２条第３
項）、（３）苦情処理の記録事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸
規則第３条第２項）、（４）乗務時間等の基準の遵守違反（旅客自動
車運送事業運輸規則第２１条第１項）、（５）乗務員台帳の記載事項
義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３７条第１項）、（６）運
転者に対する指導監督違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第
１項）、（７）運転者に対する指導監督の記録事項違反（旅客自動車
運送事業運輸規則第３８条第１項）

8 1

貸切バス 2018 11 28

ハロー北海道観光株式会
社（法人番号３４３００
０１０７３８１７） 代
表者単宝坤

北海道恵庭市黄金南１
丁目３１３－１３

本社営業所
北海道恵庭市黄
金南１丁目３１
３－１３

輸送施設の使用停止
（６０日車）及び文
書警告

道路運送法第９条の
２第１項 他２件

平成３０年６月１２日及び平成３０年７月３日、新規許可を端緒とし
て監査を実施。３件の違反が認められた。（１）運賃料金事前届出、
運賃料金変更事前届出違反（道路運送法第９条の２第１項）、（２）
運送引受書の記載事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第７条
の２第１項）、（３）運転者に対する指導監督の記録事項違反（旅客
自動車運送事業運輸規則第３８条第１項）

6 6

貸切バス 2018 11 28

信濃観光バス株式会社
（法人番号４１００００
１００５５６２） 代表
者黒岩和男

長野県須坂市大字幸高
字早道場３２－２

本社営業所
長野県須坂市大
字幸高９７

文書警告（処分日車
数１０日車のため、
一般貸切旅客自動車
運送事業者に対する
行政処分等の基準
３．（６）による）

道路運送法第２７条
第３項

平成３０年７月５日、監査実施。２件の違反が認められた。（１）運
送引受書の交付義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第７条の２第
１項）（２）乗務等の記録義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第
２５条第２項）

18 1

貨物 2018 11 29

株式会社ＨＹＳＹＳＴＥ
Ｍ（法人番号１０１００
０１１２８９１２） 代
表者煤賀義浩

東京都中央区勝どき２
－１８－１

仙台営業所
宮城県仙台市宮
城野区扇町３－
２－４１

輸送施設の使用停止
（１０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年１月１８日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実
施した結果、3件の違反が認められた。（１）点呼の記録義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７条第５
項）、（２）運行記録計による記録義務違反（安全規則第９条）、
（３）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第１０条第１項）

1 1

タクシー 2018 11 29

株式会社仙台タクシー
（法人番号６３７０００
１００４４８６） 代表
者佐々木昌二

宮城県仙台市若林区卸
町東五丁目２－３８

本社営業所
宮城県仙台市若
林区卸町東五丁
目２－２１

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

平成３０年１１月２９日、公安委員会からの通知を端緒として監査を
実施した結果、1件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監
督義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１項）

0 0

タクシー 2018 11 29

東北第一交通株式会社
（法人番号６３７０００
１０１２５３０） 代表
者北浦歳彦

宮城県仙台市宮城野区
扇町三丁目６－１４

本社営業所
宮城県仙台市宮
城野区扇町三丁
目６－１４

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

平成３０年１１月２９日、公安委員会からの通知を端緒として監査を
実施した結果、1件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監
督義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１項）

0 0

タクシー 2018 11 29

株式会社けやき交通（法
人番号５３７０００１０
１１８０６） 代表者大
西光雄

宮城県仙台市若林区卸
町東四丁目２－３７

本社営業所
宮城県仙台市若
林区卸町東四丁
目２－１８

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

平成３０年１１月２９日、公安委員会からの通知を端緒として監査を
実施した結果、1件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監
督義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１項）

0 0



貨物 2018 11 30
有限会社杉正商運（法人
番号3150002009039）
代表者杉岡祐治

奈良県葛城市葛木１８
４－２

本社
奈良県葛城市葛
木１８４－２

輸送施設の使用停止
（８０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第３項

平成３０年２月１３日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。７
件の違反が認められた。（１）点呼の記録事項違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第７条第５項）、（２）乗務等の記録義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第８条）、（３）乗務等の記録事項違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第８条）、（４）運行記録計に
よる記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条）、
（５）運転者台帳の作成義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第９条の５第１項）、（６）高齢運転者に対する指導監督違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第１０条第２項）、（７）定期点検整備
の実施違反（３ヶ月点検）（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１３
条、道路運送車両法第４８条）

8 8

タクシー 2018 11 30

株式会社キュットライフ
（法人番号８３７０００
１０１４６３２） 代表
者齋藤稔

宮城県仙台市若林区沖
野七丁目３９－６０

キュッとタ
クシー営業
所

宮城県仙台市若
林区沖野七丁目
３９－６０

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

平成３０年１１月３０日、公安委員会からの通知を端緒として監査を
実施した結果、1件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監
督義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１項）

0 0

タクシー 2018 11 30

株式会社グリーンキャブ
（法人番号２０１１１０
１０２３３９９） 代表
者高野公秀

東京都新宿区戸山３－
１５－１

仙台支社
宮城県仙台市太
白区東中田一丁
目４６－１

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

平成３０年１１月３０日、公安委員会からの通知を端緒として監査を
実施した結果、1件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監
督義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１項）

0 0

タクシー 2018 11 30

両備ホールディングス株
式会社法人番号（７２６
０００１００７０８６）
代表者松田久

岡山県岡山市東区西大
寺上１丁目１－５０

北園営業所
岡山県津山市北
園町３７－４

輸送施設の使用停止
（１０日車）

道路運送法第２０条
情報提供を端緒として、平成２９年１２月１８日に監査を実施。１件
の違反が認められた。（１）営業区域外旅客運送（道路運送法第２０
条）

1 1

タクシー 2018 11 30

有限会社石垣タクシー
（法人番号４３６０００
２０２１２１１） 代表
取締役川畑誠秀

沖縄県石垣市字真栄里
４６９－４

本社営業所
沖縄県石垣市字
真栄里４６９－
４

輸送施設の使用停止
（１０日車）及び文
書警告

道路運送法第２７条
第３項

平成３０年８月９日、長期未実施を端緒に監査を実施。５件の違反事
実が認められた。（１）疾病、疲労等のおそれのある乗務（旅客自動
車運送事業運輸規則（以下、「運輸規則」）第２１条第５項）、
（２）乗務員台帳の記載事項等の不備（運輸規則第３７条第１項）、
（３）運転者に対する指導監督義務違反（運輸規則第３８条第１
項）、（４）運転者に対する特別な指導義務違反（運輸規則第３８条
第２項）（５）運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第３
８条第２項）

1 1

貸切バス 2018 11 30

アルピコ交通株式会社
（法人番号１１００００
１０１４１０４） 代表
者三澤洋一

長野県松本市井川城２
－１－１

松本営業所
長野県松本市井
川城２－１－１

文書警告（処分日車
数４０日車のため、
一般貸切旅客自動車
運送事業者に対する
行政処分等の基準
３．（６）による）

道路運送法第２７条
第３項

平成３０年９月２１日、監査実施。１件の違反が認められた。（１）
運転者に対する指導監督告示による運転者に対する指導監督義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１項）

4 4

貸切バス 2018 11 30
ＧＱ株式会社（法人番号
2120001193523）代表
者喬善喜

大阪府大阪市旭区大宮
２ー２５ー１２

関空営業所
大阪府泉佐野市
鶴原１８３３ー
４

輸送施設の使用停止
（１７０日車）

道路運送法第２０条

平成３０年５月３１日、新規許可事業者を端緒に監査を実施。８件の
違反が認められた。（１）営業区域外旅客運送（道路運送法第２０
条）、（２）健康状態の把握義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則
（以下、「運輸規則」）第２１条第５項）、（３）点呼の記録義務違
反（運輸規則第２４条第５項）、（４）点呼の記録事項義務違反（運
輸規則第２４条第５項）、（５）運行指示書の記載事項義務違反（運
輸規則第２８条の２第１項）、（６）乗務員台帳の作成義務違反（運
輸規則第３７条第１項）、（７）乗務員台帳の記載事項義務違反（運
輸規則第３７条第１項）、（８）運転者に対する適性診断受診義務違
反（運輸規則第３８条第２項）

17 17

貸切バス 2018 11 30

株式会社石垣島イーグル
観光（法人番号５３６０
００１０１７４１６）
代表者大竹智恵子

沖縄県石垣市字真栄里
５６２－１

本社営業所
沖縄県石垣市字
真栄里５６２－
１

文書警告（処分日車
数４０日車のため、
一般貸切旅客自動車
運送事業者に対する
行政処分等の基準
３．（６）による）

道路運送法第２７条
第３項

平成３０年９月３日、継続的な監視が必要な事業者であることをを端
緒に監査を実施。３件の違反が認められた。（１）運行指示書の記載
事項等の不備（旅客自動車運送事業運輸規則第２８条の２第１項）、
（２）乗務員台帳の記載事項等の不備（旅客自動車運送事業運輸規則
第３７条第１項）、（３）運転者に対する適性診断受診義務違反（運
輸規則第３８条第２項）

20 4

貨物 2018 12 3

釜渕運送有限会社（法人
番号９４２０００２０１
００７０） 代表者釜渕
嘉与

青森県三戸郡田子町大
字田子字七日市上ノ平
９番地１

本社営業所

青森県三戸郡田
子町大字田子字
七日市上ノ平９
－１

文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項、法第
１７条第４項

平成２９年７月２１日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、3
件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、
（２）初任運転者に対する特別な指導義務違反（安全規則第１０条第
２項）、（３）高齢運転者に対する特別な指導義務違反（安全規則第
１０条第２項）

0 0

貨物 2018 12 3

東日本ライフ輸送株式会
社（法人番号９４２００
０１００２４６５） 代
表者齋藤武男

青森県青森市大字野木
字山口１６４－５２

本社営業所
青森県青森市大
字野木字山口１
６４－５２

文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項、法第
１７条第４項

平成２９年７月２６日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、4
件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、
（２）点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１項、第２項、第３
項）、（３）乗務等の記録義務違反（安全規則第８条）、（４）運転
者に対する指導監督義務違反（安全規則第１０条第１項）

0 0

貨物 2018 12 3

株式会社鹿島メンテナン
ス（法人番号４２２００
０１０１６３８２） 代
表者中村藤男

石川県鹿島郡中能登町
能登部下１１２部１１

本社営業所
石川県鹿島郡中
能登町能登部下
１１２部１１

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項及
び同法第６０条第１
項

平成３０年５月１７日、監査実施。３件の違反が認められた。（１）
定期点検整備等の未実施（道路運送車両法第４８条）（２）点検整備
記録簿等の記載違反等（道路運送車両法第４９条）（３）報告義務違
反（貨物自動車運送事業法第６０条第１項）

1 1

貨物 2018 12 3

株式会社丸都運輸福岡
（法人番号
8290801011093） 代
表者都留正泰

福岡県遠賀郡岡垣町百
合ヶ丘2-2-1

福岡営業所
福岡県古賀市青
柳3108-8、3355-
6

輸送施設の使用停止
（10日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
8条第1項、法第17
条第1項、法第17条
第4項

平成30年8月28日、監査実施。9件の違反が認められた。(1)事業計画
(自動車車庫)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法第8
条第1項)、(2)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安
全規則（以下「安全規則」）第3条第4項)、(3)点呼の記録義務違反(安
全規則第7条第5項)、(4)事故の記録事項義務違反(安全規則第9条の2)、
(5)運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(6)運転者台
帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(7)運転者に対する指
導監督違反(安全規則第10条第1項)、(8)特定運転者に対する特別な指導
監督違反(安全規則第10条第2項)、(9)特定運転者に対する適性診断受診
義務違反(安全規則第10条第2項)

1 1

タクシー 2018 12 3

向陽タクシー株式会社
（法人番号８３７０３０
１０００４７２） 代表
者石母田久雄

宮城県石巻市向陽町一
丁目１番地２９号

本社営業所
宮城県石巻市向
陽町一丁目１番
地２４号

輸送施設の使用停止
（２０日車）及び文
書警告

道路運送法第２７条
第３項

平成３０年１月９日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実施
した結果、4件の違反が認められた。（１）健康状態の把握義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第２１条第５
項）、（２）運転者に対する指導監督義務違反（運輸規則第３８条第
１項）、（３）事故惹起運転者に対する特別な指導義務違反（運輸規
則第３８条第２項）、（４）事故惹起運転者に対する適性診断受診義
務違反（運輸規則第３８条第２項）

2 2

タクシー 2018 12 3

ベスト交通株式会社（法
人番号
1122001009305）代表
者中村一人

大阪府東大阪市三島２
－８－１０

大東
大阪府大東市三
箇４－３－１２

輸送施設の使用停止
（１０日車）

道路運送法第２７条
第３項

平成３０年７月２７日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。
５件の違反が認められた。（１）健康状態の把握義務違反（旅客自動
車運送事業運輸規則（以下、「運輸規則」）第２１条第５項）、
（２）乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第３７条第１項）、
（３）運転者に対する指導監督義務違反（運輸規則第３８条第１
項）、（４）運転者に対する指導監督の記録義務違反（運輸規則第３
８条第１項）、（５）運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規
則第３８条第２項）

7 1



貸切バス 2018 12 3

株式会社鳥栖構内タク
シー（法人番号
7300001006232） 代
表者斎藤恭宏

佐賀県鳥栖市轟木町
1836

本社営業所
佐賀県鳥栖市轟
木町1836

文書警告（処分日車
数10日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3.(6)
による）

道路運送法第27条第
3項

平成30年11月13日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)点呼の記
録事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項）

11 1

貸切バス 2018 12 3
株式会社日清観光（法人
番号5320001006711）
代表者中尾雄一

大分県別府市石垣西10-
5-4

大分営業所
大分県大分市生
石4-776-3

文書警告
道路運送法第27条第
3項

平成30年9月11日、監査実施。4件の違反が認められた。(1)点呼の記録
事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第
24条第5項）、(2)乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第25条）、(3)
乗務時間等の基準の遵守違反（運輸規則第21条第1項）、(4)運行指示
書の記載事項義務違反（運輸規則第28条の2第1項）

7 0

貸切バス 2018 12 3

株式会社オリエンタル交
通（法人番号６３８００
０１０１０９４６） 代
表者穂積憲明

福島県東白川郡棚倉町
大字中山本字石神田１
１８番地

本社営業所

福島県東白川郡
棚倉町大字中山
本字石神田１１
８番地

輸送施設の使用停止
（６０日車）及び文
書警告

道路運送法（以下
「法」）第９条の２
第１項、法第２７条
第３項、法第２９条
の３

平成３０年１月１９日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、5
件の違反が認められた。（１）運賃料金変更事前届出違反（道路運送
法（以下「運送法」）第９条の２第１項）、（２）乗務員台帳の作成
義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第３７
条第１項）、（３）運送引受書の交付義務違反（運輸規則第７条の２
第１項）、（４）運行管理補助者の選任届出違反（運輸規則第６８
条)、（５）輸送の安全にかかわる情報の公表義務違反（運送法第２９
条の３）

6 6

貨物 2018 12 4
株式会社 心流通（法人
番号4030001062636）
代表者斎藤 佑太

埼玉県鴻巣市人形２－
３－５０

本社
埼玉県鴻巣市人
形２－３－５０

輸送施設の使用停止
（50日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

酒気帯び運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平成30
年5月15日、監査を実施。4件の違反が認められた。（1）点呼の実施義
務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）（2）運転者に対
する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）
（3）整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第15条）（4）事故の未報告（自動車事故報告規則第3条第1項）

10 5

貨物 2018 12 4

有限会社 トランスワー
ルド（法人番号
1013402006769） 代
表者小高 聡

東京都稲城市押立５７
１－２

本社
東京都稲城市押
立５５２－２－
１０２

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年7月13日、監査を
実施。6件の違反が認められた。（1）健康状態の把握義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）（2）運行記録計による記録
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）（3）運転者に対
する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）
（4）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第2項）（5）定期点検整備の実施違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第13条）（6）運行管理者の講習受講義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項）

2 2

貨物 2018 12 4

光知石巧運輸 株式会社
（法人番号
6011801020213） 代
表者福本 憲一

東京都足立区一ツ家１
－２１－７

本店
東京都足立区一
ツ家１－２１－
７

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年7月24日、監査を
実施。6件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）（2）運転者に対する指導
監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）（3）高
齢運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
10条第2項）（4）高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）（5）整備管理者の研修受講
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第15条）（6）報告義務違
反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）

4 4

貨物 2018 12 4

有限会社 阿部商運（法
人番号
6070002027905） 代
表者阿部 孝行

群馬県邑楽郡千代田町
大字新福寺２６２－１

本社
群馬県邑楽郡千
代田町大字新福
寺２６２－１

輸送施設の使用停止
（110日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第5項

法令違反の疑いがあることを端緒として、平成29年10月20日及び平成
30年7月3日、監査を実施。9件の違反が認められた。（1）乗務時間等
告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）（2）
健康状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6
項）（3）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条）（4）点呼の記録の改ざん・不実記載違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条第5項）（5）運行記録計による記録義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第9条）（6）運転者に対する指導監督違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）（7）初任運転者に
対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10
条第2項）（8）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第13条）（9）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法
第9条第1項）

11 11

貨物 2018 12 4

みつわ運輸 株式会社
（法人番号
7070001008500） 代
表者轟 暹、轟 英治

群馬県高崎市片岡町１
－１７－２２

吾妻
群馬県吾妻郡東
吾妻町大字厚田
１２６３－１

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平成30年8月
3日、監査を実施。3件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵
守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）（2）点呼の記
録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）（3）運転
者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1
項）

1 1

貨物 2018 12 4

昭栄物流 株式会社（法
人番号
4021001055614） 代
表者仲谷 武史

神奈川県厚木市妻田北
３－３２－１１

本社
神奈川県厚木市
妻田北３－３２
－１１

輸送施設の使用停止
（115日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年6月8日及び同年6
月28日、監査を実施。10件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示
の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）（2）健康
状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）
（3）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条）（4）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第8条第1項）（5）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第9条）（6）運転者に対する指導監督違反等（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）（7）初任運転者に対する
適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項）（8）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第13条）（9）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第23条第1項）（10）報告義務違反報告義務違反（貨物自動
車運送事業報告規則第2条）

12 12

貨物 2018 12 4

株式会社 Ｍ・Ａ－Ｌｏ
ｇｉ（法人番号
9020001086722） 代
表者田中 満廣

神奈川県横浜市鶴見区
浜町１－５－１５ ア
ドヴァンス鶴見浜町１
０１

本社

神奈川県横浜市
鶴見区浜町１－
５－１５ アド
ヴァンス鶴見浜
町１０１

輸送施設の使用停止
（80日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年7月12日、監査を
実施。9件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）（2）健康状態の把握義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）（3）点呼の実施
義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）（4）乗務等の
記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）
（5）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第10条第1項）（6）初任運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第10条第2項）（7）初任運転者に対する適性診断
受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）（8）
運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
23条第1項）（9）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9
条第1項）

8 8

貨物 2018 12 4
株式会社 新晃（法人番
号3040001018935）
代表者中井 忍

千葉県船橋市前原西２
－１２－７

八千代
千葉県八千代市
大和田新田７２
７

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平成30年5月
23日及び同年5月28日、監査を実施。2件の違反が認められた。（1）健
康状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6
項）（2）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第1項）

8 3



貸切バス 2018 12 4

株式会社白馬アルプスホ
テル（法人番号：
4100001017327） 代
表者 鷲澤汪

長野県北安曇郡小谷村
大字千国乙12851

千葉営業所
千葉県千葉市稲
毛区山王町6-46

輸送施設の使用停止
（180日車）

道路運送法第9条の2
第1項

平成30年4月18日及び平成30年4月19日他、区域拡大を行ったことを端
緒に監査を実施。10件の違反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出
違反(道路運送法(以下｢運送法｣)第9条の2第1項)､(2)運行管理補助者の
届出義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第68条)､
(3)運送引受書の交付義務違反(運輸規則第7条の2第1項)､(4)運送引受書
の記載事項の不備(運輸規則第7条の2第1項)､(5)点呼の実施等義務違反
(運輸規則第24条)､(6)乗務等の記録の記載事項不備(運輸規則第25条第2
項)､(7)運行指示書の記載事項不備(運輸規則第28条の2第1項)､(8)運転
者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)､(9)定期点検整
備等の未実施(運輸規則第45条)､(10)自動車に関する表示義務違反(運送
法第95条)

18 18

貸切バス 2018 12 4

有限会社中島梱包運輸
（法人番号：
2050002012771） 代
表者 中島勉

茨城県稲敷郡阿見町上
長274-5

本社営業所
貸切事業部

茨城県稲敷郡阿
見町上長166-22

文書警告（処分日車
数30日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3.(6)
による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第26条第1
項

平成30年8月27日、定期的な監査を実施。6件の違反が認められた。(1)
運送引受書の記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸
規則｣)第7条の2第1項)､(2)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5
項)､(3)乗務等の記録の記載事項不備(運輸規則第25条第2項)､(4)運行記
録計による記録義務違反(運輸規則第26条第1項)､(5)運行指示書の記載
事項不備(運輸規則第28条の2第1項)､(6)運転者に対する指導監督等義務
違反(運輸規則第38条第1項)

3 3

貸切バス 2018 12 4

かのや交通株式会社（法
人番号
9340001016878） 代
表者渡辺和雄

鹿児島県鹿屋市野里町
4876-5

本社営業所
鹿児島県鹿屋市
野里町4876-5

輸送施設の使用停止
（100日車）、文書警
告

道路運送法（以下
「法」）第9条の2第
1項、法第27条第3
項

平成30年9月11日、監査実施。4件の違反が認められた。(1)運賃料金事
前届出、運賃料金変更事前届出違反（道路運送法第9条の2第1項）、
(2)乗務時間等の基準の遵守違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下
「運輸規則」）第21条第1項）、(3)点呼の実施義務違反（運輸規則第
24条第1項～第3項）、(4)点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条第
5項）

13 10

貸切バス 2018 12 4

有限会社ＹＫＧ観光バス
（法人番号
9290002048199） 代
表者鶴篤

福岡県八女市大字龍ヶ
原134-1

本社営業所
福岡県八女市
龍ヶ原170-1

文書警告（処分日車
数50日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3.(6)
による）

道路運送法第27条第
3項

平成30年10月24日、監査実施。7件の違反が認められた。(1)乗務員台
帳の記載事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規
則」）第37条第1項）、(2)点呼の実施義務違反（運輸規則第24条）、
(3)点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条第5項）、(4)乗務等の記
録事項義務違反（運輸規則第25条）、(5)乗務時間等の基準の遵守違反
（運輸規則第21条第1項）、(6)運行指示書の記載事項義務違反（運輸
規則第28条の2第1項）、(7)運行管理者の講習受講義務違反（運輸規則
第48条の4第1項）

14 5

貨物 2018 12 5

有限会社グローバル輸送
（法人番号７４３０００
２０２５３７５） 代表
者乙部修次

北海道札幌市清田区平
岡四条６丁目１２－５

本社営業所
北海道札幌市清
田区平岡４条６
丁目１２－５

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第７条
第５項 他３件

平成３０年５月９日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を
端緒として監査を実施。４件の違反が認められた。（１）点呼の記録
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第５項）、（２）
点呼の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第
５項）、（３）運行指示書の作成、指示又は携行義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第９条の３第１項から３項）、（４）運転者
台帳の作成義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条の５第
１項）

0 0

貨物 2018 12 5

大虎運輸東北株式会社
（法人番号２３７０８０
１０００４３２） 代表
者梶本幸司

宮城県岩沼市下野郷字
菱沼６５－３

仙台支店
宮城県岩沼市下
野郷字菱沼６５
－３

文書警告
貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年１１月６日及び１４日、公安委員会からの通知を端緒とし
て監査を実施した結果、1件の違反が認められた。（１）運転者に対す
る指導監督義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第１
項）

3 0

貨物 2018 12 5

日新運輸株式会社（法人
番号６４１０００１００
２０２３） 代表者塚田
千春

秋田県秋田市茨島一丁
目２－１０

小名浜営業
所

福島県いわき市
小名浜島字西屋
５８

輸送施設の使用停止
（３０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
９条第１項、法第１
７条第４項

平成２９年９月２６日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、3
件の違反が認められた。（１）自動車車庫の位置及び収容能力違反
（貨物自動車運送事業法施行規則第２条第１項第４号）、（２）点呼
の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第７条第１項、第２項）、（３）点呼の記録義務違反（安全規
則第７条第５項）

3 3

貨物 2018 12 5

有限会社池田ケイアール
運輸（法人番号
5480002015381)代表者
西谷謙二

徳島県三好市三野町勢
力東山路692-3

本社営業所
徳島県三好市三
野町勢力東山路
692-3

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第1項、第
4項

平成30年6月29日、8月20日、11月16日に労働局からの通報を端緒とし
て監査を実施したところ、4件の違反が確認された。(1)運転者の過労防
止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間の
限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務して
いた者があったこと（安全規則第3条第4項）、(2)運転者に対する点呼
が確実になされていなかったこと（安全規則第7条第1項、第2項、第3
項）、(3)運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であった
こと（安全規則第7条第5項）、(4)運行記録計による記録が確実になさ
れていなかったこと（安全規則第9条）

0 0

タクシー 2018 12 5
株式会社ＧＴ（法人番号
6122001024613）代表
者中村一人

大阪府東大阪市長田東
４丁目５－３０

吹田駅前
大阪府吹田市穂
波町１２－５

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

公安委員会からの道路交通法１０８条の３４の規定に基づく通知件数
（放置駐車違反）が過去１年以内に３件に達した。（１）運転者に対
する指導監督義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１
項）

7 0

タクシー 2018 12 5

ダイヤ交通株式会社西
（法人番号
6120001026522）代表
者山田正弘

大阪府大阪市此花区春
日出中１丁目２３番１
６号

本社

大阪府大阪市此
花区春日出中１
丁目２３番１６
号

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

公安委員会からの道路交通法１０８条の３４の規定に基づく通知件数
（放置駐車違反）が過去１年以内に３件に達した。（１）運転者に対
する指導監督義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１
項）

0 0

タクシー 2018 12 5

大阪第一交通株式会社
（法人番号
5120101005096）代表
者井上道人

大阪府堺市堺区神南辺
町１丁４５番１号

堺
大阪府堺市西区
浜寺石津町中１
丁１０９番地

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

公安委員会からの道路交通法１０８条の３４の規定に基づく通知件数
（放置駐車違反）が過去１年以内に３件に達した。（１）運転者に対
する指導監督義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１
項）

0 0

貸切バス 2018 12 5

株式会社サンライズカン
パニー（法人番号４１１
０００１０２９５２８）
代表者犬井文昭

新潟県新発田市佐々木
１５６４－１

本社営業所
新潟県新発田市
佐々木２６２１
－１

輸送施設の使用停止
（７０日車）

道路運送法第９条の
２第１項及び同法第
２７条第３項

平成３０年６月７日、覆面添乗調査の結果により法令違反の疑いが確
認されたことを端緒として監査実施。５件の違反が認められた。
（１）運賃料金事前届出、運賃料金変更事前届出違反（道路運送法第
９条の２第１項）（２）運送引受書の交付義務違反（旅客自動車運送
事業運輸規則第７条の２第１項）（３）乗務時間等告示の遵守違反
（旅客自動車運送事業運輸規則第２１条第１項）（４）乗務員台帳の
作成、備付け義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３７条第１
項）

9 7

貨物 2018 12 6

カムロ運送株式会社（法
人番号４３９０００１０
０８７９２） 代表者柿
崎久芳

山形県最上郡金山町大
字金山１１－４

本社営業所
山形県最上郡金
山町大字金山１
１－４

輸送施設の使用停止
（３０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第３項

平成３０年３月８日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実施
した結果、1件の違反が認められた。（１）過積載運送（貨物自動車運
送事業法第１７条第３項）

3 3

タクシー 2018 12 6

仙台中央タクシー株式会
社（法人番号８３７００
０１００６６４６） 代
表者神田博志

宮城県仙台市宮城野区
扇町五丁目５番地２０
号

本社営業所
宮城県仙台市宮
城野区扇町五丁
目５番地２０号

輸送施設の使用停止
（１０日車）

道路運送法第２７条
第３項

平成３０年８月２７日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実
施した結果、1件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督
義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１項）

1 1

乗合バス 2018 12 6

北鉄奥能登バス株式会社
（法人番号８２２０００
１０１６７１８） 代表
者田口成樹

石川県輪島市杉平町蝦
夷穴７０

飯田支所
石川県珠洲市
野々江町ヒ部１
－４

輸送施設の使用停止
（1０日車）

道路運送法第１６条
第１項及び同法第２
７条第３項

平成３０年９月７日、監査実施。２件の違反が認められた。（１）事
業計画及び運行計画に定める業務の確保違反（道路運送法第１６条第
１項）（２）運転者に対する指導監督告示による運転者に対する指導
監督義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１項）

1 1
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猪苗代タクシー有限会社
（法人番号２３８０００
２０３１２１０） 代表
者渡部茂

福島県耶麻郡猪苗代町
大字千代田字柳田２９
番地２

猪苗代営業
所

福島県耶麻郡猪
苗代町大字千代
田字柳田２９番
地１、２９番地
２、３０番２

輸送施設の使用停止
（１２０日車）及び
文書警告

道路運送法（以下
「法」）第９条の２
第１項、法第２０
条、法第２７条第３
項、法第２９条の３

平成３０年２月１６日及び２２日、監査方針を端緒として監査を実施
した結果、7件の違反が認められた。（１）運賃料金変更事前届出違反
（道路運送法（以下「運送法」）第９条の２第１項）、（２）営業区
域外旅客運送（運送法第２０条）、（３）運送引受書の交付義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第７条の２第１
項）、（４）乗務等の記録義務違反（運輸規則第２５条第２項）、
（５）運行指示書の作成義務違反（運輸規則第２８条の２第１項）、
（６）運行管理補助者の選任届出違反（運輸規則第６８条)、（７）輸
送の安全にかかわる情報の公表義務違反（運送法第２９条の３）

12 12

貨物 2018 12 7

光駿トレーラー輸送株式
会社（法人番号８４３０
００１０６８３６６）
代表者緒方克則

北海道北広島市大曲工
業団地６丁目２－５

本社営業所
北海道北広島市
大曲工業団地６
丁目２－５

輸送施設の使用停止
（２０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第３条
第４項 他５件

平成３０年３月１５日及び平成３０年３月２９日、その他事故、法令
違反、事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。６件の違反が認
められた。（１）各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数違
反（貨物自動車運送事業法施行規則第６条第１項）、（２）乗務時間
等の基準の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第４
項）、（３）運行指示書の保存義務違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第９条の３第４項）、（４）従業員に対する指導及び監督違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第４項）、（５）整備不
良車両運行（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１３条本文関係）、
（６）自動車に関する表示義務違反（道路運送法第９５条）

2 2

貨物 2018 12 7

洗足池運輸 株式会社
（法人番号
6010801006180） 代
表者伊藤 剛

東京都大田区上池台３
－１７－１４

埼玉
埼玉県志木市下
宗岡４－１３－
１２

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

救護措置義務違反があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平
成30年5月17日、監査を実施。4件の違反が認められた。（1）健康状態
の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）（2）
運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10
条第1項）（3）高齢運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第2項）（4）高齢運転者に対する適性診断受診
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）

0 0

貨物 2018 12 7
石井運輸株式会社（法人
番号1180001006036）
取締役社長久野清則

愛知県名古屋市港区川
間町２－２４６

本社
愛知県名古屋市
港区川間町２－
２４６

輸送施設の使用停止
（２０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項及
び第４項

平成３０年８月８日、重傷事故を引き起こしたことを端緒として監査
実施。４件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４
項）、（２）運転者に対する指導監督違反（安全規則第１０条第１
項）、（３）特定の運転者に対する指導監督違反（安全規則第１０条
第２項）、（４）特定の運転者に対する適性診断受診義務違反（安全
規則第１０条第２項）

2 2

貨物 2018 12 7
ＯＳＯ株式会社（法人番
号6130001047286）
代表取締役鈴木闘志也

京都府八幡市岩田西玉
造８０番地

中京
愛知県丹羽郡大
口町大屋敷２丁
目２５番１

輸送施設の使用停止
（５０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第４項

平成３０年８月８日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として監査
実施。６件の違反が認められた。（１）事業計画変更事前届出違反
（法第９条第３項）、（２）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、
（３）点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１項及び第２項）、
（４）点呼の記録記載不備（安全規則第７条第５項）、（５）運転者
に対する指導監督違反（安全規則第１０条第１項）、（６）運転者に
対する指導監督の記録違反（安全規則第１０条第１項）

5 5

貨物 2018 12 10

ムカワ運輸株式会社（法
人番号７４３０００１０
５３９３９） 代表者門
脇考靖

北海道苫小牧市新明町
５丁目１－２

鵡川営業所
北海道勇払郡む
かわ町大成町１
丁目６

輸送施設の使用停止
（９０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第１３
条本文関係 他７件

平成３０年６月２６日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況
を端緒として監査を実施。８件の違反が認められた。（１）事業計画
変更の変更認可違反［自動車車庫の位置及び収容能力］（貨物自動車
運送事業法施行規則第２条第１項第４号）、（２）乗務時間等の基準
の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第４項）、
（３）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条
第１項、第２項）、（４）点呼の実施不適切（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第７条第１項、第２項）、（５）運転者台帳の記載事項義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条の５第１項）、
（６）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第１０条第１項）、（７）特定運転者に対する特別な指導義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第２項）、（８）整備不
良車両運行（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１３条本文関係）

9 9

貨物 2018 12 10

札幌機工運輸株式会社
（法人番号４４３０００
１０１９７８５） 代表
者朴谷健治

北海道札幌市豊平区美
園２条２丁目３－３３

本社営業所
北海道札幌市豊
平区美園２条２
丁目３－３３

文書警告
貨物自動車運送事業
法施行規則第２条第
１項第５号 他５件

平成３０年１１月１日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況
を端緒として監査を実施。６件の違反が認められた。（１）事業計画
変更の変更認可違反［乗務員の休憩・睡眠施設の位置及び収容能力］
（貨物自動車運送事業法施行規則第２条第１項第５号）、（２）乗務
時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第
４項）、（３）疾病・疲労等のおそれのある乗務（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第３条第６項）、（４）点呼の記録事項義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第７条第５項）、（５）運転者台帳の
記載事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条の５第１
項）、（６）運転者に対する指導監督の記録保存違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第１０条第１項）

0 0

貨物 2018 12 10

長良通運株式会社（法人
番号２１８０００１０９
８７９９） 代表者田中
義康

三重県桑名市東汰上９
５０－２

福島営業所
福島県南相馬市
鹿島区大内字関
根７９－１

輸送施設の使用停止
（７０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成２９年１１月２０日、監査方針を端緒として監査を実施した結
果、5件の違反が認められた。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７条第２項）、（２）
点呼の記録義務違反（安全規則第７条第５項）、（３）運転者台帳の
作成義務違反（安全規則第９条の５第１項）、（４）運転者に対する
指導監督義務違反（安全規則第１０条第１項）、（５）定期点検整備
の実施違反（安全規則第１３条及び道路運送車両法第４８条）

7 7

貨物 2018 12 10

株式会社ノースエクスプ
レス（法人番号６３８０
００１００９８９７）
代表者根﨑正行

福島県本宮市荒井字青
田原２０９番地３５

本社営業所
福島県本宮市荒
井字青田原２０
９番地３５

輸送施設の使用停止
（３０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項、法第
１７条第４項

平成２９年１２月１日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、5
件の違反が認められた。（１）健康状態の把握義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第６項）、（２）
点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１項、第２項）、（３）点呼
の記録義務違反（安全規則第７条第５項）、（４）運転者台帳の作成
義務違反（安全規則第９条の５第１項）、（５）初任運転者に対する
適性診断受診義務違反（安全規則第１０条第２項）

3 3



貨物 2018 12 10

広芸運輸株式会社法人番
号（７２４０００１００
３２１１）代表者渋川寿
一

広島県広島市西区山田
町３１０－１

本社営業所
広島県広島市西
区山田町３１０
－１

輸送施設の使用停止
（３０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項及
び第４項

酒気帯び運転をしたとして、山口県公安委員会から通知を受けたこと
を端緒として、平成３０年６月１８日、同年８月８日及び同年８月３
０日に監査を実施。１３件の違反が認められた。（１）乗務時間等告
示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下安全規則）第
３条第４項）（２）健康状態の把握義務違反（安全規則第３条第６
項）（３）点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１項、第２項及び
第３項）（４）点呼の記録義務違反（安全規則第７条第５項）（５）
点呼の記録事項義務違反（安全規則第７条第５項）（６）乗務等の記
録義務違反（安全規則第８条第１項）（７）乗務等の記録事項義務違
反（安全規則第８条第１項）（８）運行記録計による記録義務違反
（安全規則第９条）（９）運転者台帳の記載事項義務違反（安全規則
第９条の５第１項）（１０）運転者に対する指導監督義務違反（安全
規則第１０条第１項）（１１）運転者に対する指導監督の記録事項義
務違反（安全規則第１０条第１項）（１２）特定の運転者に対する適
性診断受診義務違反（安全規則第１０条第２項）（１３）特定の運転
者に対する指導監督義務違反（安全規則第１０条第２項）

3 3

タクシー 2018 12 10
合同会社ＳＯＲＡ（法人
番号1080103001457）
代表社員栗田忠重

静岡県沼津市中瀬町３
－３３

本社

静岡県沼津市中
瀬町３－３３
ボナーシュモア
２０３号

輸送施設の使用停止
（６０日車）

道路運送法（以下
「法」）第９条の３
第１項

平成３０年９月２７日、監査方針に基づいて監査実施。４件の違反が
認められた。（１）運賃料金の変更認可違反（法第９条の３第１
項）、（２）健康状態の把握義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則
（以下「運輸規則」）第２１条第５項）、（３）特定の運転者に対す
る指導監督違反（運輸規則第３８条第２項）、（４）特定の運転者に
対する適性診断受診義務違反（運輸規則第３８条第２項）

6 6

乗合バス 2018 12 10

株式会社ＡＴ ＬＩＮＥ
Ｒ（法人番号
4010001142514）代表
者荒井禎一

大阪府大阪市大正区南
恩加島５－５－８

大阪
大阪府大阪市大
正区南恩加島５
－５－８

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

平成３０年８月１５日、法令違反の疑いを端緒に監査を実施。１件の
違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督義務違反（旅客自
動車運送事業運輸規則第３８条第１項）

0 0

乗合バス 2018 12 10

株式会社大阪さやま交通
（法人番号
8120001174303）代表
者中山空悟

大阪府大阪狭山市茱萸
木３丁目１３８１番地

本社
大阪府大阪狭山
市茱萸木３丁目
１３８１番地

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

平成３０年８月１６日、法令違反の疑いを端緒に監査を実施。１件の
違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督義務違反（旅客自
動車運送事業運輸規則第３８条第１項）

0 0

貨物 2018 12 11

株式会社 ＯＡＳＩＳ
（法人番号
7070001021073） 代
表者ナジャフィ・アリレ
ザ

群馬県邑楽郡大泉町大
字吉田９１０－６

本社
群馬県邑楽郡大
泉町大字吉田９
１０－６

輸送施設の使用停止
（105日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第13条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成29年8月9日、同年8月
15日及び同年9月1日、監査を実施。12件の違反が認められた。（1）健
康状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6
項）（2）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条）（3）乗務等の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
8条第1項）（4）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条）（5）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第10条第1項）（6）初任運転者に対する指導監
督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）（7）初任運
転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第10条第2項）（8）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第13条）（9）運行管理者に対する指導及び監督違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第22条）（10）事業計画事前届出違反
（貨物自動車運送事業法第9条第3項）（11）事業の健全な発達を阻害
する競争のうち社会保険等に未加入のもの（貨物自動車運送事業法第
25条第2項）（12）報告義務違反報告義務違反（貨物自動車運送事業報
告規則第2条）

11 11

貨物 2018 12 11
株式会社エバー（法人番
号2210001000538）
代表取締役辻岡一臣

福井県福井市川合鷲塚
町１２字１６番１

本社
福井県福井市川
合鷲塚町１２字
１６番１

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第４項

平成３０年８月２４日、関係機関からの通知を端緒として監査実施。
１件の違反が認められた。（１）過積載運行（法第１７条第３項）

1 1

貨物 2018 12 11

株式会社ＩＴ物流サービ
ス（法人番号
4180301025963 ）代表
取締役石川輝彦

愛知県豊田市宮上町７
丁目２５番地

本社
愛知県豊田市宮
上町７丁目２５
番地

文書警告
貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年１１月５日、監査方針に基づいて監査実施。２件の違反が
認められた。（１）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則（以下「安全規則」）第１０条第１項）、（２）運転
者に対する指導監督の記録違反（安全規則第１０条第１項）

0 0

貸切バス 2018 12 11

有限会社ＮＩＣＥ ＴＲ
ＡＶＥＬＩＮＧ ＳＥＲ
ＶＩＣＥ（法人番号：
9050002016923） 代
表者 門井康博

茨城県下妻市大字渋井
186

本社営業所
茨城県下妻市大
字渋井186

輸送施設の使用停止
（140日車）

道路運送法第9条の2
第1項

平成30年7月18日及び平成30年8月7日、定期的な監査を実施。8件の違
反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法(以下｢運送
法｣)第9条の2第1項)､(2)事業計画の変更認可違反(運送法第15条第1項)､
(3)運送引受書の記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運
輸規則｣)第7条の2第1項)､(4)疾病のおそれのある乗務(運輸規則第21条
第5項)､(5)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)､(6)高齢運
転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､(7)高齢運転
者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)､(8)定期点検
整備等の未実施(運輸規則第45条)

14 14

貸切バス 2018 12 11

有限会社秋商観光バス
（法人番号：
8060002030370） 代
表者 秋山泰重

栃木県下野市下坪山528 本社営業所
栃木県下野市上
坪山639-4

輸送施設の使用停止
（200日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

平成30年7月12日及び平成30年7月20日、定期的な監査を実施。6件の
違反が認められた。(1)疾病のおそれのある乗務(旅客自動車運送事業運
輸規則(以下｢運輸規則｣)第21条第5項)､(2)点呼の実施等義務違反(運輸
規則第24条)､(3)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1
項)､(4)定期点検整備等の未実施(運輸規則第45条)､(5)整備管理者の研
修受講義務違反(運輸規則第46条)､(6)報告義務違反(道路運送法第94条
第1項)

36 20

貸切バス 2018 12 11

有限会社橘観光バス（法
人番号：
7050002018847） 代
表者 野仲重光

茨城県坂東市逆井2826-
50

本社営業所
茨城県坂東市逆
井2826-10

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第7条の2第
1項

平成30年9月10日、定期的な監査を実施。1件の違反が認められた。(1)
運送引受書の記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則第7条の2第
1項)

0 0

貸切バス 2018 12 11

大功自動車興業株式会社
（法人番号：
5040001044285） 代
表者 飯田功

千葉県富里市七栄649-
20

本社営業所
千葉県成田市寺
台242-3

文書警告（処分日車
数20日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3.(6)
による）

道路運送法第23条第
1項

平成30年6月20日及び平成30年7月26日他、定期的な監査を実施。1件
の違反が認められた。(1)運行管理者の選任義務違反(道路運送法第23条
第1項)

2 2

貸切バス 2018 12 11

エヌケーケー株式会社
（法人番号：
2040001061515） 代
表者 飯田忠光

千葉県香取郡多古町南
中1593

本社営業所
千葉県香取郡多
古町南中1593

文書警告（処分日車
数20日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3.(6)
による）

道路運送法第23条第
1項

平成30年6月20日及び平成30年7月26日他、定期的な監査を実施。1件
の違反が認められた。(1)運行管理者の選任義務違反(道路運送法第23条
第1項)

2 2

貸切バス 2018 12 11

株式会社丸藤交通（法人
番号：
5050001008082） 代
表者 藤枝純

茨城県笠間市南小泉681 本社営業所
茨城県笠間市南
小泉681

文書警告（処分日車
数20日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3.(6)
による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第5
項

平成30年6月12日、定期的な監査を実施。7件の違反が認められた。(1)
運送引受書の記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸
規則｣)第7条の2第1項)､(2)乗務時間等告示の遵守違反(運輸規則第21条
第1項)､(3)疾病のおそれのある乗務(運輸規則第21条第5項)､(4)点呼の
記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)､(5)乗務等の記録の記載事項
不備(運輸規則第25条第2項)､(6)運行指示書の記載事項不備(運輸規則第
28条の2第1項)､(7)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38
条第1項)

2 2



貸切バス 2018 12 11

晃麓観光有限会社（法人
番号：
6060002016090） 代
表者 大島洲美子

栃木県日光市鬼怒川温
泉大原969

本社営業所
栃木県日光市鬼
怒川温泉大原
969-1

輸送施設の使用停止
（330日車）

道路運送法第9条の2
第1項

平成30年7月3日及び平成30年7月19日、定期的な監査を実施。13件の
違反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法(以下｢運
送法｣)第9条の2第1項)､(2)運送引受書の交付義務違反(旅客自動車運送
事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第7条の2第1項)､(3)運送引受書の記載事
項の不備(運輸規則第7条の2第1項)､(4)点呼の記録事項義務違反(運輸規
則第24条第5項)､(5)運行指示書の作成義務違反(運輸規則第28条の2第1
項)､(6)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(7)運
転者に対する指導監督の記録保存義務違反(運輸規則第38条第1項)､(8)
高齢運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､(9)高
齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)､(10)定
期点検整備等の未実施(運輸規則第45条)､(11)整備管理者の研修受講義
務違反(運輸規則第46条)､(12)運行管理者に対する講習受講義務違反(運
輸規則第48条の4第1項)､(13)報告義務違反(運送法第94条第1項)

33 33

貸切バス 2018 12 11

滋賀観光バス株式会社
（法人番号
5160001005440）代表
者田畑太郎

滋賀県甲賀市甲南町大
字寺庄３９５番地２号

大阪営業所
大阪府大阪市平
野区加美北１丁
目８番１２号

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

平成３０年１０月２６日、法令違反の疑いを端緒に監査を実施。１件
の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督義務違反（旅客
自動車運送事業運輸規則第３８条第１項）

0 0

タクシー 2018 12 12

文化タクシー株式会社
（法人番号
5310001001861） 代
表者深堀勝之

長崎県長崎市毛井首町
1-277

本社営業所
長崎県長崎市毛
井首町1-277

文書警告
道路運送法第27条第
3項

平成30年9月26日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)乗務等の記
録事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第25条）

0 0

貸切バス 2018 12 12
さくら株式会社（法人番
号9130001012774）代
表者澤田秀一

京都府京都市山科区上
花山坂尻１０６番地

天神川営業
所

京都府京都市右
京区西院東貝川
町４６－１

文書警告（処分日車
数２０日車のため、
一般貸切旅客自動車
運送事業者に対する
行政処分等の基準
３．（６）による）

道路運送法第２３条
第１項

平成３０年９月１４日、同年１０月１０日、同年１０月２５日及び同
年１１月８日、法令違反の疑いを端緒に監査を実施。７件の違反が認
められた。（１）運行管理者の選任違反（旅客自動車運送事業運輸規
則（以下、「運輸規則」）第４７条の９第１項）、（２）運送引受書
の記載事項義務違反（運輸規則第７条の２第１項）、（３）点呼の記
録事項義務違反（運輸規則第２４条第５項）、（４）乗務等の記録事
項義務違反（運輸規則第２５条第１項、第２項、第４項）、（５）運
行指示書の記載事項義務違反（運輸規則第２８条の２第１項）、
（６）乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第３７条第１項）、
（７）定期点検整備の実施義務違反（運輸規則第４５条）

2 2

貨物 2018 12 13

株式会社フルカワ（法人
番号３３８０００１００
３８２９） 代表者古川
壮一

福島県伊達郡川俣町飯
坂字八反田２０番地の
７

本社営業所
福島県伊達郡川
俣町飯坂字下谷
沢１９番地の５

輸送施設の使用停止
（３０日車）、文書
警告及び文書勧告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第４項、法第
６０条第４項

平成３０年２月８日及び２８日、死亡事故を引き起こしたことを端緒
として監査を実施した結果、3件の違反が認められた。（１）点呼の記
録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）
第７条第５項）、（２）運輸開始の未届出（貨物自動車運送事業法施
行規則第４４条第１項第１号）、（３）運転者台帳の記載事項義務違
反（安全規則第９条の５第１項）

3 3

貨物 2018 12 13

浪速運送株式会社（法人
番号５１２０００１０４
６０９１） 代表者東宏
剛

大阪府大阪市西区南堀
江１－４－１９

秋田営業所
秋田県秋田市川
尻町字大川反１
７０－１１７

輸送施設の使用停止
（１０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項、法第
１７条第４項

平成３０年２月２８日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、5
件の違反が認められた。（１）健康状態の把握義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第６項）、（２）
点呼の記録義務違反（安全規則第７条第５項）、（３）運転者台帳の
作成義務違反（安全規則第９条の５第１項）、（４）運転者台帳の記
載事項義務違反（安全規則第９条の５第１項）、（５）運転者に対す
る指導監督の記録義務違反（安全規則第１０条第１項）

1 1

貨物 2018 12 13

トゥーホームサービス福
島株式会社（法人番号８
３８０００１０２０８８
５） 代表者小丸豊

福島県福島市飯坂町平
野字代７番地１６

本社営業所
福島県福島市飯
坂町平野字代７
番地１６

輸送施設の使用停止
（７０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
８条第１項、法第１
７条第１項、法第１
７条第４項、道路運
送法第９５条

平成２９年１２月６日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、7
件の違反が認められた。（１）自動車車庫の位置及び収容能力違反[営
業所との距離]（貨物自動車運送事業法施行規則第２条第１項第４
号）、（２）健康状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則（以下「安全規則」）第３条第６項）、（３）点呼の実施義務違
反（安全規則第７条第１項、第２項）、（４）運転者台帳の作成義務
違反（安全規則第９条の５第１項）、（５）運転者に対する指導監督
義務違反（安全規則第１０条第１項）、（６）定期点検整備の実施違
反（安全規則第１３条及び道路運送車両法第４８条）、（７）車体表
示義務違反（道路運送法施行規則第９５条）

7 7

貨物 2018 12 13

万ヶ塚運送株式会社（法
人番号
6350001008299） 代
表者木脇桂太郎

宮崎県都城市上水流町
818

本社営業所
宮崎県都城市上
水流町818

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

平成30年9月13日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)過積載運送
(貨物自動車運送事業法第17条第3項)

2 2

乗合バス 2018 12 13

豊鉄タクシー株式会社
（法人番号
3180301007038） 取
締役社長浅野丈夫

愛知県豊橋市下地町字
北村９２番地１号

田原
愛知県田原市神
戸町後申１８番
５

輸送施設の使用停止
（１８０日車）及び
文書警告

道路運送法第２７条
第３項

平成３０年９月２８日、監査方針に基づいて監査実施。２件の違反が
認められた。（１）無車検運行（旅客自動車運送事業運輸規則（以下
「運輸規則」）第４５条）、（２）運転基準図の記載事項不備（運輸
規則第２７条第１項）

18 18

貸切バス 2018 12 13

有限会社ホテル天竜閣
（法人番号８１００００
２０１６４３１） 代表
者今井和昭

長野県上田市西内９１
６－５

本社営業所
長野県上田市西
内９０４

輸送施設の使用停止
（６０日車）

道路運送法第４３条
の１５第９項

負担金の納付命令に従わなかったことによる行政処分。（１）負担金
等納付命令違反（道路運送法第４３条の１５第９項）

14 6

貸切バス 2018 12 13

有限会社大竹交通法人番
号（１２４０００２０３
７５０３）代表者中島教
嘉

広島県大竹市油見３丁
目１０－８

本社営業所
広島県大竹市油
見３丁目１０－
８

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

継続監視の監査対象として、平成３０年１１月８日に監査を実施。５
件の違反が認められた。（１）運送引受書の記載事項義務違反（旅客
自動車運送事業運輸規則（以下運輸規則）第７条の２第１項）（２）
点呼の記録事項義務違反（運輸規則第２４条第５項）（３）乗務等の
記録事項義務違反（運輸規則第２５条第２項）（４）運行指示書の記
載事項義務違反（運輸規則第２８条の２第１項）（５）乗務員台帳の
記載事項義務違反（運輸規則第３７条第１項）

0 0

貸切バス 2018 12 13

朝日交通株式会社法人番
号（３２４０００１０２
５４７３）代表者面迫孝
文

広島県呉市朝日町５－
１０

焼山北営業
所

広島県呉市焼山
北３丁目１－８

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

継続監視の監査対象として、平成３０年６月１２日に監査を実施。４
件の違反が認められた。（１）運送引受書の記載事項義務違反（旅客
自動車運送事業運輸規則（以下運輸規則）第７条の２第１項）（２）
点呼の記録事項義務違反（運輸規則第２４条第５項）（３）乗務等の
記録事項義務違反（運輸規則第２５条第２項）（４）運行指示書の記
載事項義務違反（運輸規則第２８条の２第１項）

0 0

貸切バス 2018 12 13
東交通株式会社（法人番
号２４１０００１００５
０４６） 代表者谷口司

秋田県由利本荘市東由
利老方字老方２３番地

本社営業所
秋田県由利本荘
市東由利老方字
老方２３番地

輸送施設の使用停止
（１６０日車）及び
文書警告

道路運送法（以下
「法」）第９条の２
第１項、法第２７条
第３項

平成３０年３月２８日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、7
件の違反が認められた。（１）運賃料金変更事前届出違反（道路運送
法第９条の２第１項）、（２）運送引受書の交付義務違反（旅客自動
車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第７条の２第１項）、
（３）運送引受書の記録義務違反（運輸規則第７条の２第１項）、
（４）点呼の記録義務違反（運輸規則第２４条第５項）、（５）乗務
員台帳の作成義務違反（運輸規則第３７条第１項）、（６）運転者に
対する指導監督義務違反（運輸規則第３８条第１項）、（７）整備管
理者選任等届出義務違反（運輸規則第４５条及び道路運送車両法第５
２条）

16 16

貨物 2018 12 14

有限会社協栄運輸（法人
番号３４２０００２００
９９８５） 代表者栗山
博幸

青森県三戸郡南部町大
字剣吉字伊勢沢９８－
２

本社営業所
青森県三戸郡南
部町大字剣吉字
伊勢沢９８－２

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第３項

平成３０年２月１９日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実
施した結果、1件の違反が認められた。（１）過積載運送（貨物自動車
運送事業法第１７条第３項）

1 1



貨物 2018 12 14

東北クリーン運輸株式会
社（法人番号２３８００
０１００６００７） 代
表者杉原眞次

福島県郡山市安積町長
久保一丁目１３－５

福島営業所
福島県福島市瀬
上町字中新田３
－１４

輸送施設の使用停止
（１０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項、法第
１７条第４項、法第
１８条第３項

平成２９年１２月１４日、監査方針を端緒として監査を実施した結
果、4件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４
項）、（２）点呼の記録保存義務違反（安全規則第７条第５項）、
（３）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第１０条第１
項）、（４）運行管理者の選任（解任）未届出違反（安全規則第１９
条）

1 1

貨物 2018 12 14

有限会社小松運送（法人
番号４４２０００２０１
６５９２） 代表者小山
田健一

青森県十和田市西十四
番町１０番３２号

本社営業所
青森県十和田市
西十四番町１０
番３２号

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第３項

平成３０年２月２８日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実
施した結果、1件の違反が認められた。（１）過積載運送（貨物自動車
運送事業法第１７条第３項）

1 1

貨物 2018 12 14

株式会社村山運送（法人
番号３３９０００１００
４６１１） 代表者村山
裕樹

山形県天童市大字蔵増
１４６５－１１

仙台南営業
所

宮城県亘理郡亘
理町逢隈中泉字
本木５９番地

輸送施設の使用停止
（１４０日車）及び
文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
８条第１項、法第１
７条第１項、法第１
７条第４項

平成２９年９月１２日及び１３日、監査方針を端緒として監査を実施
した結果、9件の違反が認められた。（１）自動車車庫の位置及び収容
能力違反[営業所との距離]（貨物自動車運送事業法施行規則第２条第１
項第４号）、（２）健康状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則（以下「安全規則」）第３条第６項）、（３）点呼の実施
義務違反[一部未実施]（安全規則第７条第１項、第２項）、（４）点呼
の実施義務違反（安全規則第７条第１項、第２項）、（５）アルコー
ル検知器常時有効保持義務違反（安全規則第７条第４項）、（６）点
呼の記録義務違反[不実記載]（安全規則第７条第５項）、（７）乗務等
の記録義務違反[不実記載]（安全規則第８条第１項）、（８）運行記録
計による記録義務違反（安全規則第９条）、（９）運転者に対する指
導監督義務違反（安全規則第１０条第１項）

14 14

貨物 2018 12 14

塩釜陸運株式会社（法人
番号１３７０６０１００
０３６９） 代表者玉田
哲也

宮城県塩竈市新浜町二
丁目１８番１８－２

新富営業所
宮城県塩竈市新
富町２３－２

輸送施設の使用停止
（５０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成２９年１２月２５日、監査方針を端緒として監査を実施した結
果、3件の違反が認められた。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７条第１項、第２項、
第３項）、（２）点呼の記録義務違反[不実記載]（安全規則第７条第５
項）、（３）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第１０条第
１項）

5 5

貨物 2018 12 14

太陽興産有限会社（法人
番号１３８０００２０１
８９２７） 代表者曲山
康生

福島県西白河郡矢吹町
新町２７０番地５

本社営業所
福島県西白河郡
矢吹町花咲８１
－１

輸送施設の使用停止
（４０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項、法第
１７条第４項、法第
２４条の３

平成２９年１２月８日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、3
件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、
（２）定期点検整備の実施違反（安全規則第１３条及び道路運送車両
法第４８条）、（３）輸送の安全にかかわる情報の公表義務違反（貨
物自動車運送事業法第２４条の３）

12 4

貨物 2018 12 14

有限会社エムライン（法
人番号２２３０００２０
１２１６７） 代表者福
田剛平

富山県射水市高木３３
７－１

本社営業所
富山県射水市高
木３３７－１

輸送施設の使用停止
（４０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年７月１２日、監査実施。３件の違反が認められた。（１）
点呼の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第１項～第
３項）（２）整備不良車両等（道路運送車両法第４１条及び第47条）
（３）定期点検整備等の未実施（道路運送車両法第４８条）

4 4

貨物 2018 12 14

伊良湖エクスプレス株式
会社（法人番号
2180301009299） 代
表取締役杉浦道子

愛知県田原市古田町宮
ノ原７２番地２

本社
愛知県田原市古
田町宮ノ原７２
番地２

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項

平成３０年８月２２日、監査方針に基づいて監査実施。１件の違反が
認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第３条第４項）

1 1

貨物 2018 12 14
大橋運輸有限会社（法人
番号1210002000760 ）
代表取締役大橋寛孝

福井県福井市小稲津町
３９－７１

本社

福井県福井市小
稲津町参九字下
畑４４－１、４
５－１、４３－
１

輸送施設の使用停止
（３０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第４項

平成３０年６月６日及び平成３０年８月２２日、監査方針に基づいて
監査実施。７件の違反が認められた。（１）点呼の実施義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７条第１項及
び第２項）、（２）点呼の記録義務違反（安全規則第７条第５項）、
（３）点呼の記録記載不備（安全規則第７条第５項）、（４）乗務等
の記録記載不備（安全規則第８条）、（５）運転者台帳の記載不備
（安全規則第９条の５第１項）、（６）定期点検整備の実施違反（安
全規則第１３条第１号）、（７）報告義務違反（法第６０条第１項）

3 3

貨物 2018 12 14

株式会社グローバル法人
番号（８２５０００１０
０８５９６）代表者横瀬
憲導

山口県防府市大字新田
字築地２０３９－３

本社営業所
山口県防府市大
字新田字築地２
０３９－３

輸送施設の使用停止
（４０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法第９条第１項、第
１７条第１項及び第
４項

情報提供を端緒として、平成３０年５月２１日及び同年５月２３日に
監査を実施。５件の違反が認められた。（１）事業計画の変更認可違
反（車庫）（貨物自動車運送事業法施行規則第２条第１項第４号）
（２）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
（以下安全規則）第３条第４項）（３）点呼の実施義務違反（安全規
則第７条第１項及び第２項）（４）点呼の記録義務違反（安全規則第
７条第５項）（５）乗務等の記録事項義務違反（安全規則第８条第１
項）

4 4

貸切バス 2018 12 15

沖縄リムジンバス株式会
（法人番号３３６０００
１０２１５６８） 代表
者高良優介

沖縄県那覇市宮城１－
１５－１０ティーダ２
０１

本社営業所

沖縄県那覇市宮
城１－１５－１
０ティーダ２０
１

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

平成３０年９月１９日、事業の新規許可を端緒に監査を実施。１件の
違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督義務違反（旅客自
動車運送事業運輸規則第３８条第１項）

0 0

貨物 2018 12 17

株式会社仙北運輸（法人
番号２４１０００１００
７９９１） 代表者伊藤
安夫

秋田県大仙市戸蒔字福
田３４１

本社営業所
秋田県大仙市戸
蒔字福田３４１

輸送施設の使用停止
（３０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項、法第
１７条第４項

平成３０年１月３１日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、4
件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、
（２）運転者台帳の作成義務違反（安全規則第９条の５第１項）、
（３）運転者台帳の記載事項義務違反（安全規則第９条の５第１
項）、（４）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第１０条第
１項）

3 3

貨物 2018 12 17

有限会社ナカムラカー
サービス（法人番号１４
１０００２００５１８
６） 代表者仲村範行

秋田県秋田市土崎港相
染町字浜ナシ山１７番
地１６

本社営業所

秋田県秋田市土
崎港相染町字浜
ナシ山１７番地
１６

文書警告
貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年９月１９日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、6
件の違反が認められた。（１）点呼の記録義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７条第５項）、（２）乗務
等の記録義務違反（安全規則第８条）、（３）運行記録計による記録
義務違反（安全規則第９条）、（４）運転者台帳の作成義務違反（安
全規則第９条の５第１項）、（５）運転者に対する指導監督義務違反
（安全規則第１０条第１項）、（６）運転者に対する指導監督の記録
義務違反（安全規則第１０条第１項）

0 0

貨物 2018 12 17

第三貨物自動車株式会社
（法人番号８１１０００
１００３０００） 代表
者古俣百合子

新潟県新潟市東区榎町
３６－１６

本社営業所
新潟県新潟市東
区榎町３６－１
６

輸送施設の使用停止
（２０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項

平成３０年９月１２日、監査実施。１件の違反が認められた。（１）
乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条
第４項）

2 2

貨物 2018 12 17

有限会社津南運輸商事
（法人番号５１１０００
２０２５６６５） 代表
者樋口良造

新潟県中魚沼郡津南町
大字外丸丁１４４４－
３

本社営業所
新潟県中魚沼郡
津南町大字外丸
丁１４４４－３

輸送施設の使用停止
（９０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項及
び同法第１７条第４
項

平成３０年４月１１日、監査実施。６件の違反が認められた。（１）
乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条
第４項）（２）点呼の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
７条第１項～第３項）（３）点呼の記録違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第７条第５項）（４）運行指示書及び写しの保存義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条の３第４項）（５）指導監
督告示による運転者に対する指導及び監督違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第１０条第１項）（６）定期点検整備等の未実施（道路
運送車両法第４８条）

9 9
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株式会社 久留生商事運
輸（法人番号
6060001012132） 代
表者久留米 正人

栃木県那須塩原市二区
町３４１－５５

本社
栃木県那須塩原
市二区町３４１
－５５

事業停止（30日間）
輸送施設の使用停止
（45日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

労働局からの通報を端緒として平成30年5月29日及び同年6月15日、監
査を実施。12件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）（2）健康状態の把握
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）（3）点呼の
実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）（4）乗務
等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1
項）（5）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第9条）（6）運行指示書による指示義務違反等（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第9条の3）（7）運転者に対する指導監督違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）（8）高齢運転者に対す
る指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）
（9）高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第2項）（10）定期点検整備の実施違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第13条）（11）運行管理者の講習受講義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項）（12）報告義務違
反（貨物自動車運送事業報告規則第２条）

35 35
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株式会社光陽（法人番号
4190001018556 ） 代
表取締役山下陽司

三重県三重郡川越町当
新田１１４番地

本社
三重県三重郡川
越町当新田１１
４番地

輸送施設の使用停止
（１３０日車）及び
文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項

平成３０年５月１１日及び平成３０年５月１５日、関係機関からの情
報を端緒として監査実施。１１件の違反が認められた。（１）乗務時
間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安
全規則」）第３条第４項）、（２）健康状態の把握義務違反（安全規
則第３条第６項）、（３）点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１
項及び第２項）、（４）乗務等の記録記載不備（安全規則第８条）、
（５）乗務等の記録不実記載（安全規則第８条）、（６）運転者台帳
の作成義務違反（安全規則第９条の５第１項）、（７）運転者台帳の
記載不備（安全規則第９条の５第１項）、（８）運行管理者の講習受
講義務違反（安全規則第２３条第１項）、（９）整備管理者の研修受
講義務違反（安全規則第１５条）、（１０）定期点検整備の実施違反
（安全規則第１３条第１号）、（１１）社会保険等加入義務者の一部
未加入（法第２５条第２項）

13 13
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スリーエス有限会社（法
人番号
5180302025516） 代
表取締役笹山孝志

愛知県みよし市三好丘
一丁目３番地３ サ
ニーサイド三好ヶ丘１
０１号室

本社

愛知県みよし市
三好丘一丁目３
番地３ サニー
サイド三好ヶ丘
１０１号室

輸送施設の使用停止
（１２０日車）及び
文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項

平成３０年６月１２日及び平成３０年７月１１日、監査方針に基づい
て監査実施。１３件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の
遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第
３条第４項）、（２）健康状態の把握義務違反（安全規則第３条第６
項）、（３）点呼の記録義務違反（安全規則第７条第５項）、（４）
点呼の記録不実記載（安全規則第７条第５項）、（５）乗務等の記録
義務違反（安全規則第８条）、（６）運行記録計による記録義務違反
（安全規則第９条）、（７）運行指示書の作成・指示・携行義務違反
（安全規則第９条の３第１項及び第２項並びに第３項）、（８）運転
者台帳の記載不備（安全規則第９条の５第１項）、（９）特定の運転
者に対する指導監督違反（安全規則第１０条第２項）、（１０）特定
の運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第１０条第２
項）、（１１）車両の不正改造（安全規則第１３条）、（１２）社会
保険等加入義務者の一部未加入（法第２５条第２項）、（１３）車体
表示義務違反（道路運送法第９５条）

12 12
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株式会社Ｌｉｆｅ Ｌｉ
ｎｅ（法人番号
4200001023034）代表
取締役松本僚太郎

岐阜県多治見市旭ケ丘
１０丁目６番地１７

本社
岐阜県多治見市
旭ケ丘１０丁目
６番地１７

輸送施設の使用停止
（６０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年８月２１日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として監
査実施。９件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第
４項）、（２）健康状態の把握義務違反（安全規則第３条第６項）、
（３）運行記録計による記録義務違反（安全規則第９条）、（４）運
転者台帳の作成義務違反（安全規則第９条の５第１項）、（５）運転
者に対する指導監督違反（安全規則第１０条第１項）、（６）運転者
に対する指導監督の記録違反（安全規則第１０条第１項）、（７）特
定の運転者に対する指導監督違反（安全規則第１０条第２項）、
（８）特定の運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第１０
条第２項）、（９）車体表示義務違反（道路運送法第９５条）

6 6
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有限会社近棟運送法人番
号（９２５０００２００
３２１６）代表者近棟稔

山口県防府市大字新田
２７５－５

本店営業所
山口県防府市大
字新田字西百間
町２７５－５

文書警告
貨物自動車運送事業
法第１７条第１項及
び第４項

情報提供を端緒として、平成３０年６月２２日、同年７月９日及び同
年９月１０日に監査を実施。４件の違反が認められた。（１）乗務時
間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下安全規
則）第３条第４項）（２）健康状態の把握義務違反（安全規則第３条
第６項）（３）運転者台帳の記載事項義務違反（安全規則第９条の５
第１項）（４）運転者に対する指導監督の記録義務違反（安全規則第
１０条第１項）

0 0

タクシー 2018 12 17

新栄自動車株式会社（法
人番号
4180001010308） 代
表取締役山口貴史

愛知県名古屋市瑞穂区
弥富通２丁目８番地

本社
愛知県名古屋市
瑞穂区弥富通２
丁目８番地

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

平成３０年１１月２０日、監査方針に基づいて監査実施。１件の違反
が認められた。（１）運転者に対する指導監督違反（旅客自動車運送
事業運輸規則第３８条第１項）

0 0

貸切バス 2018 12 17
株式会社植西運送（法人
番号5500001004977)代
表者植西丈晴

愛媛県伊予市中山町中
山子43-2

本社営業所
愛媛県伊予市宮
下605-1

輸送施設の使用停止
（70日車)及び文書警
告

道路運送法第27条第
3項、第29条の3

平成30年7月19日及び8月1日、旅客自動車運送事業に関する監査方針に
基づき監査を実施したところ、6件の違反が確認された。(1)運送引受書
に記載すべき事項の記録が不適切であったこと（運輸規則第7条の2第1
項）、(2)運転者に対する点呼の実施結果の記録が確実になされていな
かったこと（運輸規則第24条第5項）、(3)運転者に対する点呼の実施
結果の記録内容が不適切であったこと（運輸規則第24条第5項）、(4)
運行記録計による記録が確実になされていなかったこと（運輸規則第
26条第1項）、(5)運行指示書に記載すべき事項が不適切であったこと
（運輸規則第28条の2第1項）、(6)輸送の安全にかかわる情報を公表し
ていなかったこと（道路運送法第29条の3）

7 7
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関東西部運輸 株式会社
（法人番号
7040001071154） 代
表者田口 哲士

千葉県野田市木野崎１
７８７－５８

茨城支店
茨城県鹿嶋市大
字長栖１８７９
－３９５

事業停止（3日間）
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがあることを端緒として、平成30年8月16日及び同年10
月4日、監査を実施。5件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の
遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）（2）点呼の
実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）（3）運行管
理者に対する指導及び監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
22条）（4）運行管理補助者の要件違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第18条第3項）（5）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事
業法第9条第1項）

73 7
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関東西部運輸 株式会社
（法人番号
7040001071154） 代
表者田口 哲士

千葉県野田市木野崎１
７８７－５８

船橋
千葉県船橋市高
瀬町１１－７

事業停止（3日間）
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがあることを端緒として、平成30年8月22日及び同年10
月9日、監査を実施。7件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の
遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）（2）交代運
転者の配置義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第7項）
（3）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）
（4）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第10条第1項）（5）運行管理者に対する指導及び監督違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第22条）（6）運行管理者の講習受講義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項）（7）事業計画の変
更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）

73 10
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関東西部運輸 株式会社
（法人番号
7040001071154） 代
表者田口 哲士

千葉県野田市木野崎１
７８７－５８

栃木支店
栃木県矢板市こ
ぶし台６－２

事業停止（3日間）
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

法令違反の疑いがあることを端緒として、平成30年8月30日及び同年10
月10日、監査を実施。5件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示
の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）（2）点呼
の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）（3）運
行管理者に対する指導及び監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第22条）（4）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9
条第1項）（5）事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第
3項）

73 6
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関東西部運輸 株式会社
（法人番号
7040001071154） 代
表者田口 哲士

千葉県野田市木野崎１
７８７－５８

埼玉支店
埼玉県本庄市い
まい台２－９８
－２

事業停止（3日間）
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがあることを端緒として、平成30年9月6日及び同年10
月10日、監査を実施。6件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示
の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）（2）点呼
の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）（3）運転
者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1
項）（4）整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第15条）（5）運行管理者に対する指導及び監督違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第22条）（6）事業計画の変更認可違反（貨物
自動車運送事業法第9条第1項）

73 7
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関東西部運輸 株式会社
（法人番号
7040001071154） 代
表者田口 哲士

千葉県野田市木野崎１
７８７－５８

神奈川
神奈川県綾瀬市
小園字北原１１
４２－２

事業停止（3日間）
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがあることを端緒として、平成30年9月7日及び同年10
月9日、監査を実施。5件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の
遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）（2）点呼の
実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）（3）運行
記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）
（4）運行管理者に対する指導及び監督違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第22条）（5）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業
法第9条第1項）

73 6
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関東西部運輸 株式会社
（法人番号
7040001071154） 代
表者田口 哲士

千葉県野田市木野崎１
７８７－５８

本社
千葉県野田市木
野埼１７８７－
５８

事業停止（3日間）
（貨物自動車運送事
業者に対する行政処
分等の基準５．
（２）による）

73 0
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関東西部運輸 株式会社
（法人番号
7040001071154） 代
表者田口 哲士

千葉県野田市木野崎１
７８７－５８

川口
埼玉県川口市差
間１－２２－１

事業停止（3日間）
（貨物自動車運送事
業者に対する行政処
分等の基準５．
（２）による）

73 0
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谷川製凾有限会社（法人
番号7310002020520）
代表者谷川秀義

長崎県五島市福江町
1190-13

長崎営業所
長崎県長崎市西
海町1361-1

輸送施設の使用停止
（20日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項、法第17
条第4項

平成30年7月30日、監査実施。5件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(3)点呼
の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(4)乗務等の記録義務違反
(安全規則第8条)、(5)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)

2 2

貨物 2018 12 18

有限会社開成産業（法人
番号４３６０００２００
９００９） 代表取締役
呉屋健三

沖縄県島尻郡八重瀬町
仲座４３３－１０

本社営業所
沖縄県糸満市真
栄平１４３９

輸送施設の使用停止
（２５日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下、「法」）
第９条第１項、法１
７条第４項

平成３０年８月２８日、適正化実施機関の行った巡回指導の評価結果
を勘案し監査を実施。４件の違反事実が認められた。（１）事業計画
変更認可違反（貨物自動車運送事業法施行規則（以下、「施行規
則」）第２条第１項第２号）、（２）点呼の記録違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則（以下、安全規則）第７条第５項）、（３）運転
者台帳の記載事項等の不備（安全規則第９条の５第１項）、（４）定
期点検整備等の未実施（安全規則第１３条、道路運送車両法第４８
条）

3 3

タクシー 2018 12 18

岩村田観光タクシー株式
会社（法人番号１１００
００１００７５８６）
代表者小板橋真

長野県佐久市岩村田３
０６０－１

本社営業所
長野県佐久市岩
村田３０６０－
１

輸送施設の使用停止
（４０日車）

道路運送法第２７条
第３項

平成３０年１０月９日、監査実施。５件の違反が認められた。（１）
疾病、疲労等のおそれのある乗務（旅客自動車運送事業運輸規則第２
１条第５項）（２）乗務等の記録義務違反（旅客自動車運送事業運輸
規則第２５条第３項）（３）乗務員台帳の作成、備付け義務違反（旅
客自動車運送事業運輸規則第３７条第１項）（４）運転者に対する指
導監督告示による運転者に対する指導監督義務違反（旅客自動車運送
事業運輸規則第３８条第１項）（５）運転者に対する指導監督告示に
よる運転者に対する特別な指導及び適性診断受診義務違反（旅客自動
車運送事業運輸規則第３８条第２項）

4 4

貸切バス 2018 12 18
株式会社山口運送（法人
番号8350001010393）
代表者山口登幸

宮崎県宮崎市高岡町花
見字中水流1945-1

福岡営業所
福岡県糟屋郡粕
屋町大字内橋字
溝尻704-1

輸送施設の使用停止
（90日車）

道路運送法（以下
「法」）第9条の2第
1項、法第16条第1
項、法第27条第3項

平成30年8月2日、監査実施。4件の違反が認められた。(1)運賃料金事
前届出、運賃料金変更事前届出違反（道路運送法（以下「法」）第9条
の2第1項）、(2)事業計画(配置車両数)に定める業務の確保違反（法第
16条第1項）、(3)運送引受書の記載事項不備違反（旅客自動車運送事
業運輸規則（以下「運輸規則」）第7条の2第1項）、(4)運行管理者の
講習受講義務違反（運輸規則第48条の4第1項）

21 9

貸切バス 2018 12 18
家康観光株式会社（法人
番号3290001073303）
代表者簑田隆人

福岡県大野城市仲畑1-
7-14

本社営業所
福岡県大野城市
仲畑1-13-18

輸送施設の使用停止
（140日車）、文書警
告

道路運送法（以下
「法」）第9条の2第
1項、法第20条、法
第27条第3項

平成30年5月22日、監査実施。8件の違反が認められた。(1)営業区域外
運送（道路運送法（以下「法」）第20条）、(2)運賃料金事前届出、運
賃料金変更事前届出違反（法第9条の2第1項）、(3)乗務員台帳の記載
事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第
37条第1項）、(4)点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条第5項）、
(5)運転者に対する指導監督違反（運輸規則第38条第1項）、(6)運転者
に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反（運輸規則第38
条第1項）、(7)特定運転者に対する特別な指導監督違反（運輸規則第
38条第2項）、(8)運送引受書の記載事項不備違反（運輸規則第7条の2
第1項）

15 14



貨物 2018 12 19
有限会社田上産業（法人
番号9180002069363）
代表者田上哲也

愛知県小牧市安田町２
２９番地

本社
愛知県小牧市郷
中２丁目１５３

輸送施設の使用停止
（１２５日車）及び
文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項

平成３０年６月１１日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として監
査実施。１７件の違反が認められた。（１）事業計画変更認可違反
（法第９条第１項）、（２）事業計画変更事後届出違反（法第９条第
３項）、（３）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、（４）健康状態の
把握義務違反（安全規則第３条第６項）、（５）点呼の実施義務違反
（安全規則第７条第１項及び第２項）、（６）点呼の記録義務違反
（安全規則第７条第５項）、（７）点呼の記録記載不備（安全規則第
７条第５項）、（８）点呼の記録不実記載（安全規則第７条第５
項）、（９）運行記録計による記録義務違反（安全規則第９条）、
（１０）事故の記録義務違反（安全規則第９条の２）、（１１）事故
の記録記載不備（安全規則第９条の２）、（１２）運転者台帳の記載
不備（安全規則第９条の５第１項）、（１３）運転者に対する指導監
督違反（安全規則第１０条第１項）、（１４）特定の運転者に対する
指導監督違反（安全規則第１０条第２項）、（１５）特定の運転者に
対する適性診断受診義務違反（安全規則第１０条第２項）、（１６）
定期点検整備の実施違反（安全規則第１３条第１号）、（１７）社会
保険等加入義務者の一部未加入（法第２５条第２項）

13 13

貨物 2018 12 19

日生運輸株式会社法人番
号（７２６０００１０２
１６６５）代表者伊賀資
耕

岡山県備前市伊里中５
８８－１

本社営業所
岡山県備前市伊
里中５７８－１

輸送施設の使用停止
（４０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項及
び第４項

情報提供を端緒として、平成３０年７月３０日及び同年８月２８日に
監査を実施。５件の違反が認められた。（１）乗務時間等告示の遵守
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下安全規則）第３条第４
項）（２）点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１項、第２項及び
第３項）（３）点呼の記録事項義務違反（安全規則第７条第５項）
（４）乗務等の記録事項義務違反（安全規則第８条第１項）（５）整
備管理者の研修受講義務違反（安全規則第１５条）

4 4

貨物 2018 12 19

有限会社石田貨物法人番
号（４２５０００２０１
１６２８）代表者境田孝
治

山口県下関市豊浦町大
字川棚１５３４－１５

本店営業所
山口県下関市豊
浦町大字川棚１
５３４－１４

輸送施設の使用停止
（２０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項及
び第４項

死亡事故を惹起したことを端緒として、平成３０年５月３１日、同年
６月１３日及び同年６月２８日に監査を実施。６件の違反が認められ
た。（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則（以下安全規則）第３条第４項）（２）点呼の実施義務違反（安
全規則第７条第１項、第２項及び第３項）（３）乗務等の記録事項義
務違反（安全規則第８条第１項）（４）運転者に対する指導監督義務
違反（安全規則第１０条第１項）（５）運転者に対する指導監督の記
録義務違反（安全規則第１０条第１項）（６）運転者に対する指導監
督の記録事項義務違反（安全規則第１０条第１項）

2 2

タクシー 2018 12 19
極東交通株式会社（法人
番号7122001001867）
代表者古知愛一郎

大阪府東大阪市渋川町
１丁目１０番２５号

本社
大阪府東大阪市
渋川町１丁目１
０番２５号

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

平成３０年１１月２８日に公安委員会からの通報を端緒に監査を実
施。１件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督義務違
反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１項）

1 0

貸切バス 2018 12 19

海王交通株式会社（法人
番号８２３０００１０１
２３９３） 代表者福田
剛平

富山県射水市本町３－
１６－３

新湊西営業
所

富山県射水市本
町３－１６－３

輸送施設の使用停止
（６０日車）

道路運送法第９条の
２第１項

平成３０年６月１４日、監査実施。１件の違反が認められた。（１）
運賃料金事前届出、運賃料金変更事前届出違反（道路運送法第９条の
２第１項）

6 6

貸切バス 2018 12 19

マルイ観光バス株式会社
（法人番号
4470001005385)代表者
飯間正照

香川県高松市香南町大
字池内847-1

本社営業所
香川県高松市香
川町大野1721-11

輸送施設の使用停止
（60日車)及び文書警
告

道路運送法第20条、
第27条第3項

平成30年2月7日及び2月16日、旅客自動車運送事業に関する監査方針に
基づき監査を実施したところ、2件の違反が確認された。(1)発地及び着
地のいずれもが営業区域外に存する旅客の運行を行っていたこと（道
路運送法第20条）、(2)運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不
適切であったこと（運輸規則第24条第5項）

19 6

貸切バス 2018 12 19
延陵観光有限会社（法人
番号9350002013254）
代表者松原辰夫

宮崎県西臼杵郡高千穂
町三田井葛根迫6194-1

本社営業所
宮崎県西臼杵郡
高千穂町三田井
葛根迫6194-1

文書警告（処分日車
数20日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3.(6)
による）

道路運送法第27条第
3項

平成30年11月21日、監査実施。3件の違反が認められた。(1)点呼の記
録事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）
第24条第5項）、(2)運行指示書の記載事項義務違反（運輸規則第28条
の2第1項）、(3)運送引受書の記載事項不備違反（運輸規則第7条の2第
1項）

13 2

貸切バス 2018 12 19

株式会社グリーン東仙
（法人番号８３７０２０
１０００１３５） 代表
者佐藤康志

宮城県大崎市田尻大貫
字畑中１７番地

本社営業所
宮城県大崎市田
尻大貫字畑中１
７番地

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

平成３０年１１月２７日、監査方針を端緒として監査を実施した結
果、3件の違反が認められた。（１）点呼の記録義務違反（旅客自動車
運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第２４条第５項）、（２）運
転者に対する指導監督義務違反（運輸規則第３８条第１項）、（３）
運送引受書の記録義務違反（運輸規則第７条の２第１項）

0 0

貨物 2018 12 20

株式会社スグル貨物運輸
（法人番号
3080001011969 ） 代
表取締役望月盛一

静岡県静岡市清水区由
比入山２７６－１

本社
静岡県静岡市清
水区由比入山２
７６－１

文書警告
貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年１１月２７日、監査方針に基づいて監査実施。２件の違反
が認められた。（１）運転者台帳の作成義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則（以下「安全規則」）第９条の５第１項）、（２）運
転者に対する指導監督違反（安全規則第１０条第１項）

0 0

貸切バス 2018 12 20

光タクシー株式会社（法
人番号８４１０００１０
０４７９３） 代表者小
石和弥

秋田県由利本荘市砂子
下４８番地の１

本社営業所
秋田県由利本荘
市砂子下４８番
地の１

輸送施設の使用停止
（１２０日車）及び
文書警告

道路運送法（以下
「法」）第９条の２
第１項、法第２７条
第３項

平成３０年３月２９日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、9
件の違反が認められた。（１）運賃料金変更事前届出違反（道路運送
法第９条の２第１項）、（２）運送引受書の記録義務違反（旅客自動
車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第７条の２第１項）、
（３）点呼の記録義務違反（運輸規則第２４条第５項）、（４）乗務
等の記録義務違反（運輸規則第２５条第２項）、（５）運行指示書の
作成義務違反（運輸規則第２８条の２第１項）、（６）乗務員台帳の
作成義務違反（運輸規則第３７条第１項）、（７）運転者に対する指
導監督義務違反（運輸規則第３８条第１項）、（８）運転者に対する
指導監督記録義務違反（運輸規則第３８条第１項）、（９）初任運転
者に対する特別な指導義務違反（運輸規則第３８条第２項）

12 12

貸切バス 2018 12 20
ラビット急行株式会社
（4080401005801）
代表取締役松永新一

静岡県浜松市南区鶴見
町５３９番地の２

本社
静岡県浜松市南
区鶴見町５３９
番地の２

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

平成３０年１１月１６日、監査方針に基づいて監査実施。２件の違反
が認められた。（１）点呼の記録記載不備（旅客自動車運送事業運輸
規則（以下「運輸規則」）第２４条第５項）、（２）運転者に対する
指導監督違反（運輸規則第３８条第１項）

0 0



貨物 2018 12 21

藤田運輸倉庫株式会社
（法人番号１４３０００
１０４８６３０） 代表
者藤田菊男

北海道赤平市美園町４
－５－１

本社営業所
北海道赤平市美
園町４－５－１

輸送施設の使用停止
（８０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第１０
条第１項 他１２件

平成３０年８月９日及び平成３０年１０月１２日、関係機関からの情
報を端緒として監査を実施。１３件の違反が認められた。（１）乗務
時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第
４項）、（２）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第７条第１項、第２項）、（３）点呼の記録義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第７条第５項）、（４）点呼の記録事項義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第５項）、（５）乗務等
の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第８条）、
（６）事故の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
９条の２）、（７）運行指示書の作成、指示又は携行義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第９条の３第１項から３項）、（８）運
行指示書の保存義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条の
３第４項）、（９）運転者台帳の記載事項義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第９条の５第１項）、（１０）運転者に対する指導
監督の記録保存違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第１
項）、（１１）特定運転者に対する特別な指導義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第１０条第２項）、（１２）特定運転者に対す
る適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条
第２項）、（１３）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第６０条第
１項）

8 8
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有限会社南空知運送（法
人番号９４３０００２０
５１０６４） 代表者上
村勝敏

北海道夕張郡栗山町字
雨煙別２０７

本社営業所
北海道夕張郡栗
山町字雨煙別２
０７

輸送施設の使用停止
（２５０日車）及び
文書警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第７条
第４項 他１４件

平成３０年８月２１日、関係機関からの情報を端緒として監査を実
施。１５件の違反が認められた。（１）疾病・疲労等のおそれのある
乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第６項）、（２）点呼
の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第１項、第
２項）、（３）アルコール検知器備え義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第７条第４項）、（４）点呼の記録事項義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第７条第５項）、（５）点呼の記録保存
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第５項）、（６）
運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
９条）、（７）運転者台帳の記載事項義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第９条の５第１項）、（８）運転者に対する指導監督違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第１項）、（９）運転
者に対する指導監督の記録保存違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第１０条第１項）、（１０）定期点検整備の実施違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第１３条本文関係、第１号）、（１１）整備管
理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１５
条）、（１２）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第２３条第１項）、（１３）運行管理者補助者の要件違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１８条第３項）、（１４）報
告義務違反（貨物自動車運送事業法第６０条第１項）、（１５）自動
車に関する表示義務違反（道路運送法第９５条）

25 25
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輝功運輸株式会社（法人
番号５４３０００１０３
７２７４） 代表者菅原
孝

北海道札幌市白石区本
通１２丁目南１ー２

本社営業所
北海道札幌市白
石区本通１２丁
目南１ー２

輸送施設の使用停止
（５０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第９条
他８件

平成３０年１０月４日、関係機関からの情報を端緒として監査を実
施。９件の違反が認められた。（１）疾病・疲労等のおそれのある乗
務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第６項）、（２）点呼の
実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第１項、第２
項）、（３）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第８条）、（４）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第９条）、（５）運転者台帳の記載事項義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条の５第１項）、（６）運
転者に対する指導監督の記録保存違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第１０条第１項）、（７）整備不良車両運行（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第１３条本文関係）、（８）運行管理者の講習受講義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第２３条第１項）、（９）
報告義務違反（貨物自動車運送事業法第６０条第１項）

5 5
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丸新運輸倉庫株式会社
（法人番号
5180001020933 ） 代
表取締役梅村智朗

愛知県名古屋市中川区
打出１－４１

本社
愛知県名古屋市
中川区打出１－
４１

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年９月１２日、監査方針に基づいて監査実施。１件の違反が
認められた。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第１項及び第２項）

1 1

貨物 2018 12 21 秦 克幸
三重県多気郡明和町大
字明星２９６９番地２
４

本社
三重県多気郡明
和町大字明星２
９６９番地２４

輸送施設の使用停止
（２０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年６月２８日、関係機関からの情報を端緒として監査実施。
７件の違反が認められた。（１）点呼の記録記載不備（貨物自動車運
送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７条第５項）、（２）乗
務等の記録記載不備（安全規則第８条）、（３）運行記録計による記
録義務違反（安全規則第９条）、（４）運転者台帳の作成義務違反
（安全規則第９条の５第１項）、（５）運転者台帳の記載不備（安全
規則第９条の５第１項）、（６）社会保険等加入義務者の一部未加入
（法第２５条第２項）、（７）車体表示義務違反（道路運送法第９５
条）

2 2
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信善運輸株式会社（法人
番号6180001075951）
代表取締役原司郎

愛知県小牧市岩崎原新
田３２１番地

本社
愛知県小牧市岩
崎原新田３２１
番

輸送施設の使用停止
（９０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第４項

平成３０年７月２６日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として監
査実施。１２件の違反が認められた。（１）事業計画変更認可違反
（法第９条第１項）、（２）事業計画変更事前届出違反（法第９条第
３項）、（３）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、（４）健康状態の
把握義務違反（安全規則第３条第６項）、（５）点呼の実施義務違反
（安全規則第７条第１項及び第２項並びに第３項）、（６）点呼の記
録義務違反（安全規則第７条第５項）、（７）運行指示書の作成・指
示・携行義務違反（安全規則第９条の３第１項及び第２項並びに第３
項）、（８）運転者に対する指導監督違反（安全規則第１０条第１
項）、（９）特定の運転者に対する指導監督違反（安全規則第１０条
第２項）、（１０）特定の運転者に対する適性診断受診義務違反（安
全規則第１０条第２項）、（１１）輸送の安全にかかわる情報の公表
違反（法第２４条の３）、（１２）社会保険等加入義務者の一部未加
入（法第２５条第２項）

16 9
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信善運輸株式会社（法人
番号6180001075951）
代表取締役原司郎

愛知県小牧市岩崎原新
田３２１番地

小牧南
愛知県小牧市多
気東町８１番

輸送施設の使用停止
（７０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第４項

平成３０年７月２６日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として監
査実施。１０件の違反が認められた。（１）事業計画変更認可違反
（法第９条第１項）、（２）事業計画変更事前届出違反（法第９条第
３項）、（３)事業計画変更事後届出違反（法第９条第３項）、（４）
乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以
下「安全規則」）第３条第４項）、（５）健康状態の把握義務違反
（安全規則第３条第６項）、（６）点呼の実施義務違反（安全規則第
７条第１項及び第２項）、（７）点呼の記録記載不備（安全規則第７
条第５項）、（８）運行記録計による記録義務違反（安全規則第９
条）、（９）運行指示書の作成・指示・携行義務違反（安全規則第９
条の３第１項及び第２項並びに第３項）、（１０）社会保険等加入義
務者の一部未加入（法第２５条第２項）

16 7
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株式会社摂津清運（法人
番号2140001049491）
代表者平野博

兵庫県尼崎市東塚口町
２丁目４番２７号

本社
兵庫県尼崎市東
塚口町２丁目４
番２７号

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第３項

平成３０年９月２５日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。
１件の違反が認められた。（１）過積載運送（貨物自動車運送事業法
第１７条第３項）

1 1
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トキハマエキスプレス株
式会社（法人番号
5120101029954）代表
者原田幸之助

大阪府岸和田市東大路
町９－３レオパレス東
大路ハシモト１０８号
室

本社

大阪府岸和田市
東大路町９－３
レオパレス東大
路ハシモト１０
８号室

輸送施設の使用停止
（１２５日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年２月１５日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。
８件の違反が認められた。（１）事業計画変更事後届出違反（営業所
位置）（貨物自動車運送事業法第９条第３項）、（２）乗務時間等の
告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第４項）、
（３）健康状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
３条第６項）、（４）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第７条）、（５）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第１０条第１項）、（６）運転者に対する指導
監督の記録違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第１
項）、（７）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第１０条第２項）、（８）定期点検整備の実施
違反（３ヶ月点検、１２ヶ月点検）（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第１３条、道路運送車両法第４８条）

13 13
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大信物流輸送株式会社
（法人番号
9120001150063）代表
者小林尚美

大阪府枚方市中宮大池
４－５－１６

大阪車庫
大阪府枚方市出
屋敷西町２－１
１－２０

輸送施設の使用停止
（６０日車）

貨物自動車運送事業
法第９条第１項

平成２９年１１月２２日、平成３０年１月２２日及び同年３月９日、
死亡事故を引き起こしたことを端緒に監査を実施。９件の違反が認め
られた。（１）事業計画変更認可違反（自動車車庫の位置）（貨物自
動車運送事業法第９条第１項）、（２）事業計画変更事後届出違反
（営業所の位置）（貨物自動車運送事業法第９条第３項）、（３）乗
務時間等の告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条
第４項）、（４）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第７条）、（５）点呼の記録違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第７条第５項）、（６）点呼の記録事項違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第７条第５項）、（７）乗務等の記録事項違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第８条）、（８）運行指示書の作成義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条の３第１項）、（９）
運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１
０条第１項）

6 6
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有限会社本田産業（法人
番号7310002015553）
代表者本田高大

長崎県諫早市小野島町
2326-1

川棚営業所
長崎県東彼杵郡
川棚町百津郷
296-28

輸送施設の使用停止
（20日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項、法第17
条第4項、法第18条
第3項

平成30年6月19日、監査実施。3件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(3)運行
管理者の選任(解任)未届出違反(安全規則第19条)

2 2
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札幌日交タクシー株式会
社（法人番号９４３００
０１０２０２２７） 代
表者平島誉久

北海道札幌市南区南３
４条西１１丁目７ー１

元町支店営
業所

北海道札幌市東
区北２１条東２
１丁目１ー３０

輸送施設の使用停止
（１０日車）及び文
書警告

旅客自動車運送事業
運輸規則第３８条第
２項 他３件

平成３０年６月５日、平成３０年６月６日、平成３０年６月２２日及
び平成３０年７月２日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況
を端緒として監査を実施。４件の違反が認められた。（１）乗務時間
等の基準の遵守違反（旅客自動車運送事業運輸規則第２１条第１
項）、（２）乗務員台帳の記載事項義務違反（旅客自動車運送事業運
輸規則第３７条第１項）、（３）特定運転者に対する適性診断受診義
務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第２項）、（４）書類
の適切管理義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第６９条）

1 1
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港ハイヤー株式会社（法
人番号２４３０００１０
５１１０５） 代表者山
澤巖雄

北海道余市郡余市町入
舟町３０３－１

本社営業所
北海道余市郡余
市町入舟町３０
６－２

輸送施設の使用停止
（２０日車）及び文
書警告

旅客自動車運送事業
運輸規則第２４条第
１項、第２項 他５
件

平成３０年８月２２日及び平成３０年９月１８日、労働局からの通報
等を端緒として監査を実施。６件の違反が認められた。（１）運行管
理者の選任解任届出違反（道路運送法第２３条第３項）、（２）点呼
の実施義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第２４条第１項、第２
項）、（３）運転者に対する指導監督違反（旅客自動車運送事業運輸
規則第３８条第１項）、（４）運転者に対する指導監督の記録違反
（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１項）、（５）特定運転者
に対する適性診断受診義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８
条第２項）、（６）運行管理者補助者の要件違反（旅客自動車運送事
業運輸規則第４７条の９第３項）

2 2

タクシー 2018 12 21
美唄交通株式会社（法人
番号５４３０００１０４
６８６） 代表者宇高登

北海道美唄市峰延８９
－１

本社営業所
北海道美唄市峰
延８９－１

輸送施設の使用停止
（１０日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第３８条第
２項

平成３０年８月２９日、長期未監査を端緒として監査を実施。１件の
違反が認められた。（１）特定運転者に対する適性診断受診義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第２項）

1 1

タクシー 2018 12 21

南予タクシー有限会社
（法人番号
6500002023521)代表者
前田正志

愛媛県宇和島市津島町
高田丙160-1

本社営業所
愛媛県宇和島市
津島町高田丙
160-1

文書警告
道路運送法第27条第
3項

平成30年11月21日、労働局からの通報を端緒として監査を実施したと
ころ、1件の違反が確認された。(1)運転者に対する点呼の実施結果の記
録が確実になされていなかったこと（運輸規則第24条第5項）

0 0

タクシー 2018 12 21

有限会社香川タクシー
（法人番号
7470002009374)代表者
松岡保男

香川県高松市香川町川
東上1819-3

本社営業所
香川県高松市香
川町川東上1819-
3

文書警告
道路運送法第27条第
3項

平成30年11月29日、旅客自動車運送事業に関する監査方針に基づき監
査を実施したところ、1件の違反が確認された。(1)運転者の乗務につい
て定められた事項の記録が不適切であったこと（運輸規則第25条第3
項、第4項）

0 0

貸切バス 2018 12 21

佐伯交通有限会社法人番
号（４２４０００２０３
７１０４）代表者西本直
貴

広島県廿日市市永原１
２３７－１

本社営業所
広島県廿日市市
永原１２３７－
７

処分日車数５０日車
のため、一般貸切旅
客自動車運送事業者
に対する行政処分等
の基準３．（６）に
より文書警告

道路運送法第２７条
第３項

継続監視の監査対象として、平成３０年１０月２２日に監査を実施。
５件の違反が認められた。（１）運送引受書の記載事項義務違反（旅
客自動車運送事業運輸規則（以下運輸規則）第７条の２第１項）
（２）健康状態の把握義務違反（運輸規則第２１条第５項）（３）点
呼の記録事項義務違反（運輸規則第２４条第５項）（４）乗務員台帳
の記載事項義務違反（運輸規則第３７条第１項）（５）運行管理者の
講習受講義務違反（運輸規則第４８条の４第１項）

5 5

貸切バス 2018 12 21

株式会社ハラショー観光
（法人番号
2290001062348） 代
表者原口典道

福岡県八女郡広川町大
字藤田1416-9

本社営業所
福岡県八女郡広
川町大字藤田
1416-9

輸送施設の使用停止
（60日車）、文書警
告

道路運送法（以下
「法」）第9条の2第
1項、法第27条第3
項

平成30年10月2日、監査実施。7件の違反が認められた。(1)運賃料金事
前届出、運賃料金変更事前届出違反（道路運送法第9条の2第1項）、
(2)運送引受書の記載事項不備違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以
下「運輸規則」）第7条の2第1項）、(3)乗務時間等の基準の遵守違反
（運輸規則第21条第1項）、(4)乗務等の記録事項義務違反（運輸規則
第25条）、(5)運行指示書の記載事項義務違反（運輸規則第28条の2第1
項）、(6)乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条第1項）、
(7)運行管理補助者の選任（解任）未届出違反（運輸規則第68条）

6 6

貸切バス 2018 12 21

那珂川観光株式会社（法
人番号
8290001035983） 代
表者則光良一

福岡県筑紫郡那珂川町
別所1141-1

本社営業所
福岡県筑紫郡那
珂川町別所1141-
1

文書警告（処分日車
数１０日車のため、
一般貸切旅客自動車
運送事業者に対する
行政処分等の基準
３．（６）による）

道路運送法第27条第
3項

平成30年11月12日、監査実施。2件の違反が認められた。(1)乗務等の
記録事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規
則」）第25条）、(2)運送引受書の記載事項不備違反（運輸規則第7条
の2第1項）

17 1

貸切バス 2018 12 21 行武 守勝 福岡県大野城市宮野台
ＳＴＥＬＬ
Ａ観光営業
所

福岡県筑紫野市
二日市

文書警告
道路運送法第27条第
3項

平成30年10月17日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)乗務員台
帳の記載事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第37条第1項）

2 0



貨物 2018 12 25

東京アンデス物流株式会
社（法人番号１０２００
０１０５４０４２） 代
表者若林文和

神奈川県横浜市都筑区
川向町８３８－１－２
階

仙台営業所
（旧 仙台支
店）

宮城県仙台市宮
城野区扇町四丁
目６－８

輸送施設の使用停止
（３０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項、法第
１７条第４項

平成３０年５月２４日及び２５日、監査方針を端緒として監査を実施
した結果、4件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第
４項）、（２）点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１項、第２
項、第３項）、（３）運行指示書の作成義務違反（安全規則第９条の
３第１項）、（４）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（安全
規則第１０条第２項）

3 3

貨物 2018 12 25

岩湘ロジスティックス株
式会社（法人番号９４０
０００１００８２９０）
代表者遠藤崇弘

岩手県北上市藤沢１３
地割１０６番地５

仙台営業所
宮城県仙台市泉
区北高森２６－
１

輸送施設の使用停止
（５５日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
９条第３項、法第１
７条第４項

平成３０年５月８日及び２１日、監査方針を端緒として監査を実施し
た結果、6件の違反が認められた。（１）事業計画の変更違反（貨物自
動車運送事業法施行規則第６条第１項第１号）、（２）点呼の実施義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７
条第１項、第２項）、（３）点呼の記録義務違反[不実記載]（安全規則
第７条第５項）、（４）運行記録計による記録義務違反（安全規則第
９条）、（５）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第１０条
第１項）、（６）定期点検整備の実施違反（安全規則第１３条及び道
路運送車両法第４８条）

6 6

貨物 2018 12 25

武州運輸 株式会社（法
人番号
4030001018159） 代
表者根本 薫

埼玉県さいたま市岩槻
区城町２－８－３９

本社
埼玉県さいたま
市岩槻区城町２
－８－３９

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

酒気帯び運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平成30
年8月3日、監査を実施。 3件の違反が認められた。（1）健康状態の
把握義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）（2）点
呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）（3）運
転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条
第1項）

0 0

貨物 2018 12 25
松田運送株式会社（法人
番号7160001013144）
代表者松田昭美

滋賀県草津市大路２－
１３－２５

本店
滋賀県草津市大
路２丁目１３－
２５

文書警告
貨物自動車運送事業
法第１７条第１項

平成３０年８月３１日及び同年９月７日、死亡事故を引き起こしたこ
とを端緒に監査を実施。２件の違反が認められた。（１）乗務時間等
の告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第４
項）、（２）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第１０条第１項）

0 0

貨物 2018 12 25
大森運送株式会社（法人
番号5240001025579）
代表者大森才喜

広島県呉市三条３丁目
３－１

滋賀
滋賀県東近江市
五個荘竜田町字
ユ戸２３０－３

輸送施設の使用停止
（２０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項

平成２９年８月２４日、同年９月８日及び同年９月１２日、法令違反
の疑いがあることを端緒に監査を実施。２件の違反が認められた。
（１）乗務時間等の告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第３条第４項）、（２）点呼の記録事項違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第７条第５項）

2 2

貨物 2018 12 25
株式会社タツミ（法人番
号3120001146083）代
表者神谷好彦

大阪府大阪市東淀川区
菅原３丁目１２番１８
号

本店
大阪府大阪市東
淀川区菅原３丁
目１２番１８号

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年２月１３日及び同年２月２８日、死亡事故を引き起こした
ことを端緒に監査を実施。４件の違反が認められた。（１）点呼の記
録違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第５項）、（２）点
呼の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第５
項）、（３）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第９条）、（４）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第２３条第１項）

1 1

貨物 2018 12 25

サンコー運送株式会社
（法人番号
7120001014930）代表
者木村智子

大阪府大阪市城東区永
田２－５－５

本社
大阪府大阪市城
東区永田２－５
－５

輸送施設の使用停止
（３０日車）

貨物自動車運送事業
法第９条第１項

平成３０年１月１８日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。
７件の違反が認められた。（１）事業計画変更認可違反（自動車車庫
の位置）（貨物自動車運送事業法第９条第１項）、（２）健康状態の
把握義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第６項）、
（３）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７
条）、（４）点呼の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第７条第５項）、（５）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第８条）、（６）運転者台帳の記載事項違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第９条の５第１項）、（７）運転者に対する
指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第１項）

3 3

貨物 2018 12 25

株式会社エフシーロジ
（法人番号
8290001036156） 代
表者金森勲夫

福岡県福岡市東区多の
津4-2-50

箱崎営業所
福岡県福岡市東
区箱崎ふ頭6-7-4

輸送施設の使用停止
（30日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
8条第1項、法第17
条第1項、法第17条
第4項、法第18条第
3項

平成30年8月8日、監査実施。13件の違反が認められた。(1)事業計画
(配置車両数)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法第8
条第1項)、(2)健康状態の把握義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則（以下「安全規則」）第3条第6項)、(3)点呼の記録義務違反(安全規
則第7条第5項)、(4)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(5)運
行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(6)事故の記録事項義務
違反(安全規則第9条の2)、(7)運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9
条の5第1項)、(8)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1
項)、(9)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(10)運
転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1項)、
(11)特定運転者に対する特別な指導監督違反(安全規則第10条第2項)、
(12)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2
項)、(13)運行管理者の選任(解任)未届出違反(安全規則第19条)

3 3

タクシー 2018 12 25

紋別観光ハイヤー株式会
社（法人番号２４５００
０１００９５５５） 代
表者小林正宗

北海道紋別市真砂町３
丁目３－２３

本社営業所
北海道紋別市真
砂町３丁目３－
２３

文書警告
道路運送法第２３条
第３項 他４件

平成３０年１０月３０日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状
況を端緒として監査を実施。５件の違反が認められた。（１）運行管
理者の選任解任届出違反（道路運送法第２３条第３項）、（２）乗務
等の記録事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第２５条第３
項、第４項）、（３）運転者に対する指導監督の記録事項違反（旅客
自動車運送事業運輸規則第３８条第１項）、（４）特定運転者に対す
る適性診断受診義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第２
項）、（５）定期点検整備の実施違反（旅客自動車運送事業運輸規則
第４５条第１号）

0 0

タクシー 2018 12 25

さくら交通株式会社（法
人番号１１１０００１０
０２２０７） 代表者三
田正志

新潟県新潟市東区豊１
－１１－４３

東新潟営業
所

新潟県新潟市東
区豊１－１１－
４３

輸送施設の使用停止
（８０日車）

道路運送法第２３条
第３項、同法第２５
条及び同法第２７条
第３項

平成３０年９月１３日、監査実施。３件の違反が認められた。（１）
運行管理者の選任解任届出違反（道路運送法第２３条第３項）（２）
運転者の制限違反（道路運送法第２５条）（３）運転者に対する指導
監督告示による運転者に対する指導監督義務違反（旅客自動車運送事
業運輸規則第３８条第１項）

8 8

タクシー 2018 12 25
第一交通株式会社（法人
番号3140001001864）
代表者青木勝利

兵庫県神戸市東灘区深
江浜町８０番地

本社
兵庫県神戸市東
灘区深江浜町１
３５

輸送施設の使用停止
（２８日車）

道路運送法第２７条
第３項

平成３０年８月２１日及び同年８月２３日、法令違反の疑いを端緒に
監査を実施。６件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵
守違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下、「運輸規則」）第２１
条第１項）、（２）乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第２５条第
３項、第４項）、（３）乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第
３７条第１項）、（４）運転者に対する指導監督義務違反（運輸規則
第３８条第１項）、（５）運転者に対する指導監督の記録義務違反
（運輸規則第３８条第１項）、（６）整備管理者の研修受講義務違反
（運輸規則第４６条）

3 3

貨物 2018 12 26

北仙台商運有限会社（法
人番号８３７０２０２０
０４３７４） 代表者遊
佐金博

宮城県栗原市築館字萩
沢南１０－１

本社営業所

宮城県栗原市築
館薬師三丁目１
１９－５、１２
０－５

輸送施設の使用停止
（４０日車）

貨物自動車運送事業
法第１８条第３項

平成３０年１０月３０日、監査方針を端緒として監査を実施した結
果、1件の違反が認められた。（１）運行管理者の選任（解任）届出違
反[虚偽届出]（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１９条）

61 4

貨物 2018 12 26

株式会社ミナトドリリン
グ（法人番号３２２００
０１００８４３９） 代
表者湊康久

石川県金沢市無量寺町
５－３４－２

本社営業所
石川県金沢市無
量寺町５－３４
－２

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年８月８日、監査実施。１件の違反が認められた。（１）運
行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第２
３条第１項）

1 1



貨物 2018 12 26
株式会社大洋運送（法人
番号7160001010042）
代表者今泉典賢

滋賀県東近江市阿弥陀
堂町２－３

本社
滋賀県東近江市
阿弥陀堂町２－
３

輸送施設の使用停止
（１１０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年２月２７日、同年３月１日及び同年３月２日、法令違反の
疑いがあることを端緒に監査を実施。６件の違反が認められた。
（１）健康状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
３条第６項）、（２）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第７条）、（３）乗務等の記録義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第８条）、（４）乗務等の記録事項違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第８条）、（５）運転者台帳の記載事項違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条の５第１項）、（６）定期
点検整備の実施違反（３ヶ月点検）（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第１３条、道路運送車両法第４８条）

11 11

貨物 2018 12 26
有限会社ハシモト（法人
番号3340002014977）
代表者橋元市郎

鹿児島県姶良郡湧水町
川西2821-4

本社営業所
鹿児島県姶良郡
湧水町川西字六
ツ江2821-4

輸送施設の使用停止
（190日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
8条第1項、法第17
条第1項、法第17条
第4項、法第18条第
1項、法第60条第1
項、道路運送車両法
第48条

平成30年8月2日、監査実施。20件の違反が認められた。(1)～（3）事
業計画(自動車車庫・休憩睡眠施設・配置車両数)に定めるところに従う
義務違反(貨物自動車運送事業法（以下「法」）第8条第1項)、(4)乗務
時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安
全規則」）第3条第4項)、(5)健康状態の把握義務違反(安全規則第3条第
6項)、(6)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(7)点呼の記録事項義
務違反(安全規則第7条第5項)、(8)点呼の記録保存義務違反(安全規則第
7条第5項)、(9)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(10)運転
者台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(11)運転者に対する
指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(12)運転者に対する指導監督の
記録義務違反(安全規則第10条第1項)、(13)運転者に対する指導監督の
記録事項義務違反(安全規則第10条第1項)、(14)特定運転者に対する特
別な指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(15)特定運転者に対する適
性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(16)整備管理者の研修受
講義務違反(安全規則第15条)、(17)定期点検整備の実施違反(安全規則
第13条、道路運送車両法第48条)、(18)運行管理者の講習受講義務違反
(安全規則第23条第1項)、(19)運行管理者の補助者の要件違反（安全規
則第18条第3項）、(20)報告義務違反(法第60条第1項)

19 19

貨物 2018 12 26
卓洋運輸有限会社（法人
番号4350002010719）
代表者児玉基治

宮崎県日向市大字日知
屋字前畑3379-25

本社営業所
宮崎県日向市大
字日知屋字前畑
3379-25

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

平成30年9月12日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)過積載運送
(貨物自動車運送事業法第17条第3項)

6 6

タクシー 2018 12 26

仙南タクシー株式会社
（法人番号９３７０００
１０１９４４９） 代表
者髙澤雅哉

宮城県仙台市宮城野区
日の出町一丁目６－２
７

本社営業所
宮城県仙台市宮
城野区日の出町
一丁目６－１２

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

平成３０年１２月２６日、公安委員会からの通知を端緒として監査を
実施した結果、1件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監
督義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１項）

0 0

タクシー 2018 12 26

宮城タクシー株式会社
（法人番号６３７０００
１００２３８２） 代表
者千葉武弘

宮城県仙台市太白区富
田字京ノ北１０９（５
６Ｂ－１０Ｌ）

本社営業所

宮城県仙台市太
白区富田字京ノ
北１０９（５６
Ｂ－１０Ｌ）

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

平成３０年１２月２６日、公安委員会からの通知を端緒として監査を
実施した結果、1件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監
督義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１項）

0 0

タクシー 2018 12 26

平和交通株式会社（法人
番号７３７０００１０１
２２０８） 代表者中川
昌信

宮城県仙台市青葉区国
見五丁目４－２２

国見営業所
宮城県仙台市青
葉区国見五丁目
４－２２

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

平成３０年１２月２６日、公安委員会からの通知を端緒として監査を
実施した結果、1件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監
督義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１項）

1 0

タクシー 2018 12 26

仙台第一交通株式会社
（法人番号８３７０００
１００６７１２） 代表
者北浦歳彦

宮城県仙台市宮城野区
中野四丁目２－３

本社営業所
宮城県仙台市宮
城野区中野四丁
目２－３

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

平成３０年１２月２６日、公安委員会からの通知を端緒として監査を
実施した結果、1件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監
督義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１項）

2 0

タクシー 2018 12 26

有限会社北都交通（法人
番号６３７０００２０１
８９８９） 代表者熊谷
輝文

宮城県仙台市泉区高森
四丁目２－６１３

本社営業所
宮城県仙台市泉
区高森四丁目２
－６１３

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

平成３０年１２月２６日、公安委員会からの通知を端緒として監査を
実施した結果、1件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監
督義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１項）

0 0

タクシー 2018 12 26
株式会社しが山急（法人
番号5160001006249）
代表者山元剣一

滋賀県湖南市石部南５
丁目４番１９号

本社
滋賀県湖南市石
部南５丁目３－
１３

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

平成３０年１０月１８日、法令違反の疑いを端緒に監査を実施。２件
の違反が認められた。（１）健康状態の把握義務違反（旅客自動車運
送事業運輸規則（以下、「運輸規則」）第２１条第５項）、（２）運
転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第３８条第２項）

0 0

貸切バス 2018 12 26
有限会社伊吹交通法人番
号（9200002013616）
代表者木村恭三

岐阜県不破郡関ヶ原町
大字関ヶ原２８８番地
の３

滋賀
滋賀県米原市間
田字八反田５７
５－１

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

平成３０年１０月２６日、法令違反の疑いを端緒に監査を実施。１件
の違反が認められた。（１）点呼の記録事項義務違反（旅客自動車運
送事業運輸規則第２４条第５項）

0 0

貸切バス 2018 12 26

九州観光交通株式会社
（法人番号
1330001010419） 代
表者白石遼

熊本県菊池市泗水町住
吉3890-23

本社営業所
熊本県菊池市泗
水町住吉3890-23

文書警告（処分日車
数１０日車のため、
一般貸切旅客自動車
運送事業者に対する
行政処分等の基準
３．（６）による）

道路運送法第94条第
1項

平成30年11月29日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)報告義務
違反（道路運送法第94条第1項）

13 1

貸切バス 2018 12 26
仲花観光有限会社（法人
番号4320002009961）
代表者古川忠

大分県大分市城原字原
口650-1

本社営業所
大分県大分市城
原字原口650-1

文書警告
道路運送法第27条第
3項

平成30年11月5日、監査実施。3件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規
則」）第21条第1項）、(2)点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条
第5項）、(3)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違
反（運輸規則第38条第1項）

20 0

貸切バス 2018 12 26

アルファ観光株式会社
(法人番号：
7050001036271) 代表
者 赤沼毅樹

茨城県水戸市河和田町
4423

本社営業所
茨城県水戸市河
和田町4423

輸送の安全確保命令
道路運送法第27条第
4項

平成30年11月5日、定期的な監査を実施したところ、違反の恐れがある
事項が確認されたことから、平成30年12月26日指摘事項確認監査を実
施。当該監査において輸送の安全確保に関する是正措置が講じられて
いない事を確認したため。

貨物 2018 12 27

昭和梱包運輸倉庫株式会
社（法人番号
4120001012557）代表
取締役佐藤直博

大阪府大阪市東成区神
路１－３－８

敦賀
福井県敦賀市古
田刈１６－１－
１

文書警告
貨物自動車運送事業
法第１７条第１項

平成３０年１０月４日、監査方針に基づいて監査実施。１件の違反が
認められた。（１）健康状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第３条第６項）

0 0

タクシー 2018 12 27

企業組合三興タクシー
（法人番号
9290005002599） 代
表者福田金吾

福岡県福岡市博多区東
比恵2-18-2

本社営業所
福岡県福岡市博
多区東比恵2-18-
2

文書警告
道路運送法第27条第
3項

平成30年12月27日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に
対する指導監督違反（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

タクシー 2018 12 27
日高交通株式会社（法人
番号5290801010627）
代表者日高康

福岡県北九州市八幡西
区陣原2-6-16

本社営業所
福岡県北九州市
八幡西区陣原2-
6-16

文書警告
道路運送法第27条第
3項

平成30年12月27日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に
対する指導監督違反（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

タクシー 2018 12 27

八幡タクシー株式会社
（法人番号
3290801010728） 代
表者藤村清治

福岡県北九州市八幡西
区皇后崎町9-4

花野路営業
所

福岡県北九州市
若松区花野路1-
2-106

文書警告
道路運送法第27条第
3項

平成30年12月27日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に
対する指導監督違反（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

5 0



タクシー 2018 12 27

有限会社でいごタクシー
（法人番号８３６０００
２０２２６０２） 代表
取締役池村康弘

沖縄県宮古島市平良字
下里１０５０－１

本社営業所
沖縄県宮古島市
平良字下里１０
５０－１

輸送施設の使用停止
（３０日車）及び文
書警告

道路運送法（以下、
「法」）第９条の３
第１項、法第２３条
第３項、法第２７条
第３項

平成３０年８月１５日、長期未実施を端緒に監査を実施。１０件の違
反事実が認められた。（１）運賃料金認可、運賃料金変更認可違反
（道路運送法（以下、「法」）第９条の３第１項）、（２）運行管理
者の選任解任届出違反（法第２３条第３項）（３）点呼の実施義務違
反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下、「運輸規則」第２４条第１
項、第２項）、（４）乗務等の記録義務違反（運輸規則第２５条第３
項、第４項）、（５）事故の記録義務違反（運輸規則第２６条の
２）、（６）乗務員台帳の作成、備付け義務違反（運輸規則第３７条
第１項）、（７）運転者に対する指導監督義務違反（運輸規則第３８
条第１項）、（８）運転者に対する特別な指導の義務違反（運輸規則
第３８条第２項）、（９）整備管理者選任（変更）の未届出（運輸規
則第４５条、道路運送車両法第５２条）、（１０）指導主任者の選任
届義務違反（運輸規則第６８条第１項第３号）

3 3

貸切バス 2018 12 27

みなと観光バス株式会社
（法人番号
1290001064130） 代
表者吉田賢

福岡県みやま市瀬高町
大江2334-1

本社営業所
福岡県みやま市
瀬高町大江2334-
1

文書警告（処分日車
数４０日車のため、
一般貸切旅客自動車
運送事業者に対する
行政処分等の基準
３．（６）による）

道路運送法第27条第
3項

平成30年11月2日、監査実施。4件の違反が認められた。(1)点呼の記録
事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第
24条第5項）、(2)運転者に対する指導監督違反（運輸規則第38条第1
項）、(3)運送引受書の記載事項不備違反（運輸規則第7条の2第1
項）、(4)申込者に対して支払う手数料等の額を記載した書類の保存義
務違反（運輸規則第7条の2第3項）

16 4

貸切バス 2018 12 27

有限会社山の旅企画室
（法人番号
3330002010936） 代
表者阿南誠士

熊本県熊本市中央区新
屋敷1-14-30

本社営業所
熊本県熊本市中
央区新屋敷1-14-
30

文書警告
道路運送法第27条第
3項

平成30年11月8日、監査実施。3件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規
則」）第21条第1項）、(2)乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第25
条）、(3)運行指示書の記載事項義務違反（運輸規則第28条の2第1項）

0 0

貨物 2019 1 4

大八運送有限会社（法人
番号３４１０００２０１
２１９７） 代表者伊藤
一夫

秋田県大仙市南外字上
野１４６－２２

本社営業所
秋田県大仙市南
外字上野１４６
－２２

輸送施設の使用停止
（２０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項、法第
１７条第４項

平成３０年３月６日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、5件
の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、
（２）健康状態の把握義務違反（安全規則第３条第６項）、（３）運
転者に対する指導監督義務違反（安全規則第１０条第１項）、（４）
運転者に対する指導監督の記録義務違反（安全規則第１０条第１
項）、（５）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第
１０条第２項）

2 2

貨物 2019 1 4

遠藤運輸株式会社（法人
番号３３８０００１００
２５０９） 代表者遠藤
武義

福島県福島市北矢野目
窪田３５番地の６

本社営業所
福島県福島市北
矢野目窪田３５
番地の６

輸送施設の使用停止
（２０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項、法第
１７条第４項

平成３０年１月９日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、2件
の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、
（２）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第１０条第１項）

2 2

貨物 2019 1 4

誠和梱枹運輸株式会社
（法人番号６２４０００
１０２６０４８） 代表
者畦淳造

広島県呉市郷原町字一
ノ松光山６２６－１２

郡山営業所
福島県安達郡大
玉村大山字壇１
１４番地

輸送施設の使用停止
（８０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項、法第
１７条第４項

平成３０年１月１０日及び２月２２日、監査方針を端緒として監査を
実施した結果、8件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵
守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３
条第４項）、（２）乗務時間等の基準の遵守違反[一運行の勤務時間]
（安全規則第３条第４項）、（３）点呼の実施義務違反（安全規則第
７条第１項）、（４）点呼の記録義務違反（安全規則第７条第５
項）、（５）点呼の記録事項義務違反（安全規則第７条第５項）、
（６）点呼の記録義務違反[不実記載]（安全規則第７条第５項）、
（７）運行指示書の作成義務違反（安全規則第９条の３第１項）、
（８）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第１０条第１項）

8 8

貨物 2019 1 4
有限会社谷口梱包（法人
番号9190002013048）
代表取締役谷口賢一

三重県名張市下比奈知
１５８９

本社
三重県名張市下
比奈知字檜尾３
４９３－３２

文書警告
貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第４項

平成３０年１１月２６日、監査方針に基づいて監査実施。４件の違反
が認められた。（１）健康状態の把握義務違反（（貨物自動車運送事
業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第６項）、（２）点呼の
記録記載不備（安全規則第７条第５項）、（３）乗務等の記録記載不
備（安全規則第８条）、（４）輸送の安全にかかわる情報の公表違反
（法第２４条の３）

0 0

タクシー 2019 1 4

観光第一交通株式会社
（法人番号５３７０００
１００４４５４） 代表
者北浦歳彦

宮城県仙台市若林区卸
町東一丁目１番地５６
号

本社営業所
宮城県仙台市若
林区卸町東一丁
目１番地５６号

輸送施設の使用停止
（２０日車）及び文
書警告

道路運送法第２７条
第３項及び特定地域
及び準特定地域にお
ける一般乗用旅客自
動車運送事業の適正
化及び活性化に関す
る特別措置法第１６
条の４第１項

平成３０年１月２５日、２月９日及び１４日、公安委員会からの通知
を端緒として監査を実施した結果、5件の違反が認められた。（１）運
賃届出違反（特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運
送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第１６条の４第１
項）、（２）疾病・疲労等のおそれのある乗務（旅客自動車運送事業
運輸規則（以下「運輸規則」）第２１条第５項）、（３）運転者に対
する指導監督義務違反（運輸規則第３８条第１項）、（４）事故惹起
運転者に対する特別な指導義務違反（運輸規則第３８条第２項）、
（５）事故惹起運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第３
８条第２項）

3 2

貨物 2019 1 7
澁澤陸運株式会社（法人
番号5010601038094）
代表者和田康政

東京都江東区永代２丁
目３７番２８号

滋賀ターミ
ナル

滋賀県近江八幡
市上田町字向沢
２６－１

文書警告
貨物自動車運送事業
法第１７条第１項

平成３０年１１月８日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実
施。２件の違反が認められた。（１）乗務時間等の告示の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第４項）、（２）運転者台
帳の記載事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条の５
第１項）

0 0

貨物 2019 1 7
有限会社三大商事（法人
番号5320002011479）
代表者佐藤一成

大分県別府市浜町13-27 本社営業所
大分県杵築市山
香町大字久木野
尾2002-26

輸送施設の使用停止
（30日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項、法第17
条第4項、法第60条
第1項

平成30年7月5日、監査実施。10件の違反が認められた。(1)報告義務違
反(貨物自動車運送事業法第60条第1項)、(2)点呼の記録義務違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第7条第5項)、(3)点
呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(4)乗務等の記録義務違
反(安全規則第8条)、(5)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、
(6)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(7)乗務時間等の
基準の遵守違反(安全規則第3条第4項)、(8)乗務時間等の基準なお書き
違反(安全規則第3条第4項)、(9)運転者に対する指導監督違反(安全規則
第10条第1項)、(10)運転者に対する指導監督の記録義務違反(安全規則
第10条第1項)

3 3

貨物 2019 1 7
中京陸運株式会社（法人
番号9180001022224）
代表取締役鷹見正彦

愛知県名古屋市熱田区
白鳥３－６－１７

弥富
愛知県海部郡飛
島村大宝７丁目
２７番地

文書警告
貨物自動車運送事業
法第１７条第１項及
び第４項

平成３０年１２月７日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として監
査実施。３件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第
４項）、（２）点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１項及び第２
項）、（３）運転者に対する指導監督違反（安全規則第１０条第１
項）

0 0

貸切バス 2019 1 7

ホノルル急行株式会社
（法人番号
1080101009667） 代
表取締役小野田勝

静岡県富士市厚原５９
２番地１号

本社
静岡県富士市厚
原字溝上５９２
番地１号

文書警告（処分日車
数２０日車のため、
一般貸切旅客自動車
運送事業者に対する
行政処分等の基準
３．（６）による）

道路運送法第２７条
第３項

平成３０年１１月６日、監査方針に基づいて監査実施。２件の違反が
認められた。（１）点呼の記録記載不備（旅客自動車運送事業運輸規
則（以下「運輸規則」）第２４条第５項）、（２）事故の記録義務違
反（運輸規則第２６条の２）

2 2



貸切バス 2019 1 7

さんようバス株式会社法
人番号（４２４０００１
０３７４２７）代表者土
井俊斉

広島県豊田郡大崎上島
町東野４０３４－１

竹原営業所
広島県竹原市新
庄町字城ノ本８
８－６

文書警告（処分日車
数４０日車のため、
一般貸切旅客自動車
運送事業者に対する
行政処分等の基準
３．（６）による）

道路運送法第１２条
第１項、第１５条第
３項及び第２７条第
３項

継続監視の監査対象として、平成３０年１１月１９日及び同年１１月
２１日に監査を実施。８件の違反が認められた。（１）運賃料金の提
示義務違反（道路運送法第１２条第１項）（２）事業計画の事前変更
届出違反（事業用自動車の数）（道路運送法第１５条第３項）（３）
運送引受書の記載事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下
運輸規則）第７条の２第１項）（４）点呼の記録事項義務違反（運輸
規則第２４条第５項）（５）乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第
２５条第２項）（６）運行記録計による記録義務違反（運輸規則第２
６条第１項）（７）運行指示書の記載事項義務違反（運輸規則第２８
条の２第１項）（８）整備管理者の変更未届出違反（道路運送車両法
第５２条）

4 4

貸切バス 2019 1 7

株式会社家康コーポレー
ション（法人番号
9010401098491） 代
表者溝口誠一

福岡県大野城市仲畑1-
7-14

長崎営業所
長崎県大村市古
賀島町488-1

輸送施設の使用停止
（200日車）、文書警
告

道路運送法（以下
「法」）第9条の2第
1項、法第27条第3
項、法第95条

平成30年6月26日、監査実施。9件の違反が認められた。(1)運賃料金事
前届出、運賃料金変更事前届出違反（道路運送法（以下「法」）第9条
の2第1項）、(2)自動車に関する表示義務違反（法第95条）、(3)運行管
理者の補助者の要件違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸
規則」）第47条の9第3項）、(4)点呼の実施義務違反（運輸規則第24
条）、(5)乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第25条）、(6)運転者に
対する指導監督違反（運輸規則第38条第1項）、(7)特定運転者に対す
る特別な指導監督違反（運輸規則第38条第2項）、(8)運行に関する状
況把握等の体制整備違反（運輸規則第21条の2）、(9)運送引受書の記
載事項不備違反（運輸規則第7条の2第1項）

26 20

貨物 2019 1 8

株式会社ケーユートラン
スポート（法人番号
8030001036652）代表
者浦野一男

埼玉県三郷市彦江１－
２１３－３

本社
埼玉県三郷市彦
江１－２１３－
３

輸送施設の使用停止
（80日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第15条

行政処分等を受けたにもかかわらず改善が認められないことを端緒と
して、平成30年4月19日及び同年5月7日、監査を実施。8件の違反が認
められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第4項）、（2）健康状態の把握義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第3条第6項）、（3）点呼の記録義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）、（4）乗務等の記録事項義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（5）事故の記
録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の2）、（6）
初任運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第10条第2項）、（7）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（8）整備管理者の研
修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第15条）

36 8

貨物 2019 1 8
有限会社峯成（法人番号
1010802013008）代表
者五十嵐敏美

東京都大田区仲池上２
－２２－１－７１０池
上パークファミリヤ内

本店

東京都大田区仲
池上２－２２－
１－７１０池上
パークファミリ
ヤ内

輸送施設の使用停止
（215日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第13条

労働局からの通報を端緒として平成30年5月22日及び同年6月28日、監
査を実施。15件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）健康状態の把
握義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（3）点
呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、
（4）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
8条第1項）、（5）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第9条）、（6）運行指示書による作成義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第9条の3）、（7）運転者に対する指導監
督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（8）高齢
運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10
条第2項）、（9）高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（10）定期点検整備の実施
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条）、（11）整備管理者
の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第15条）、
（12）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第23条第1項）、（13）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送
事業法第9条第1項）、（14）事業計画事後届出違反（貨物自動車運送
事業法第9条第3項）、（15）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告
規則第2条）

22 22

貨物 2019 1 8

有限会社よつ葉サービス
（法人番号
9060002029602）代表
者佐藤英文

栃木県小山市大字粟宮
１３００

本社
栃木県小山市大
字粟宮１３００

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第2項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年5月10日、監査を
実施。6件の違反が認められた。（1）健康状態の把握義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（2）運転者に対する指導
監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（3）
初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第2項）、（4）定期点検整備の実施違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第13条）、（5）運行管理者の講習受講義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項）、（6）報告義務違
反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）

5 4

貨物 2019 1 8
丸み運送有限会社（法人
番号1011702011068）
代表者峰島雄二

東京都江戸川区松江７
－１３－６－３０８

北関東
群馬県高崎市菅
谷町２０－２１
３

輸送施設の使用停止
（80日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平成30年6月
21日及び同年8月2日、監査を実施。10件の違反が認められた。（1）乗
務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4
項）、（2）健康状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第6項）、（3）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条）、（4）運行記録計による記録義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第9条）、（5）運転者に対する指導監督違反
等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（6）初任・高
齢運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
10条第2項）、（7）初任・高齢運転者に対する適性診断受診義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（8）事業計画の
変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、（9）事業計画事
前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）、（10）事業の健全
な発達を阻害する競争のうち社会保険等に未加入のもの（貨物自動車
運送事業法第25条第2項）

18 8

貨物 2019 1 8

株式会社堀田サービスセ
ンター（法人番号
8040001027543）代表
者堀田孝

千葉県市川市田尻３－
６－９－５１２

本社

埼玉県三郷市中
央２－３６－１
グランドールタ
カハシⅡ－１０
２

輸送施設の使用停止
（190日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第13条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年6月13日、監査を
実施。12件の違反が認められた。（1）健康状態の把握義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（2）点呼の実施義務違反
等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（3）乗務等の記録義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（4）乗務等
の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1
項）、（5）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第9条）、（6）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第10条第1項）、（7）高齢運転者に対する指導監
督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（8）高齢
運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第2項）、（9）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第13条）、（10）事業計画の変更認可違反（貨物自
動車運送事業法第9条第1項）、（11）事業の健全な発達を阻害する競
争のうち社会保険等に未加入のもの（貨物自動車運送事業法第25条第2
項）、（12）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）

19 19



貨物 2019 1 8

丸和運輸梱包株式会社
（法人番号
6011501008871）代表
者山本幹雄

東京都荒川区荒川４－
４２－１２

本社
東京都荒川区荒
川４－４２－１
２

輸送施設の使用停止
（90日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年7月5日、監査を
実施。6件の違反が認められた。（1）点呼の実施義務違反等（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条）、（2）乗務等の記録事項義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（3）運行記録計に
よる記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（4）
運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10
条第1項）、（5）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9
条第1項）、（6）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）

9 9

貨物 2019 1 8
有限会社相小物流（法人
番号5012702008793）
代表者小林陽一

東京都西東京市向台町
４－３－２

本社
東京都西東京市
向台町４－３－
２

輸送施設の使用停止
（25日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第13条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年7月25日、監査を
実施。2件の違反が認められた。（1）運転者に対する指導監督違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（2）定期点検整
備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条）

3 3

貨物 2019 1 8
有限会社鴫原商事（法人
番号6060002004574）
代表者野﨑千春

栃木県宇都宮市宿郷１
－１６－１５

鶴田

栃木県宇都宮市
鶴田町１０１７
－２アイランドC
１０２

輸送施設の使用停止
（120日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年8月2日、監査を
実施。11件の違反が認められた。（1）疾病のおそれのある乗務（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（2）点呼の実施義務違反
等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（3）乗務等の記録事
項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（4）運
行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9
条）、（5）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第1項）、（6）高齢運転者に対する指導監督違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（7）初任・高齢運転
者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第10条第2項）、（8）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第13条）、（9）運行管理規程の制定違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第21条）、（10）報告義務違反（貨物自動車運送
事業報告規則第2条）、（11）自動車に関する表示義務違反（道路運送
法第95条）

12 12

貨物 2019 1 8
東邦興産株式会社（法人
番号6021001013297）
代表者今井俊彦

神奈川県相模原市中央
区南橋本３－２－１１

入間
埼玉県入間市東
藤沢８－２－１
６

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

労働局からの通報を端緒として平成30年4月25日及び同年6月5日、監査
を実施。1件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）

1 1

タクシー 2019 1 8

キング交通株式会社（法
人番号
7011801016912） 代
表者  太田 政男

東京都足立区花畑６－
３７－９

本社営業所
東京都足立区花
畑６－３７－９

輸送施設の使用停止
（40日車）

タクシー業務適正化
特別措置法第43条第
2項

平成30年6月26日、法令違反の疑いのある旨の情報を端緒として調査を
実施。1件の違反が認められた。(1)ﾀｸｼｰ乗車禁止地区における乗車(ﾀｸ
ｼｰ業務適正化特別措置法第43条第2項)

4 4

タクシー 2019 1 8

関東タクシー株式会社
（法人番号
7060001014152） 代
表者 塚田 信江

栃木県小山市駅南町４
丁目２３番地４号

本社営業所
栃木県小山市駅
南町４丁目２３
番地４号

輸送施設の使用停止
（50日車）

道路運送法（以下、
運送法）第15条第１
項、運送法第27条第
3項

平成30年4月16日及び平成30年4月25日、労働局からの通報を端緒とし
て監査を実施。6件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反
(道路運送法第15条第1項)､(2)点呼の記録義務違反(旅客自動車運送事業
運輸規則(以下､運輸規則)第24条第5項)､(3)乗務記録の記録事項の不備
(運輸規則第25条第3項､第4項)､(4)運転者に対する指導監督義務違反(運
輸規則第38条第1項)､(5)高齢運転者に対する告示で定める特別な指導義
務違反(運輸規則第38条第2項)､(6)高齢運転者に対する適性診断受診義
務違反(運輸規則第38条第2項)

5 5

タクシー 2019 1 8
常磐交通株式会社（法人
番号8010801016541）
代表者 長田 実

東京都大田区仲池上一
丁目２３番６号

田園調布営
業所

東京都大田区仲
池上１－２３－
６

文書警告 運送法第27条第3項

平成30年8月14日、法令違反の疑いがあることを端緒として監査を実
施。2件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(旅客自
動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第21条第1項)､(2)運転者に対す
る指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)

4 0

タクシー 2019 1 8

株式会社ＷＯＲＬＤ Ｃ
ＡＢＩＮ（法人番号
1011101059873）代表
者河村?玲

東京都新宿区新宿五丁
目１７番１３号

大阪東営業
所

大阪府八尾市神
武町１ー８１

輸送施設の使用停止
（２０日車）

道路運送法第２７条
第３項

平成３０年１０月２日、区域拡大を端緒に監査を実施。４件の違反が
認められた。（１）営業区域外旅客運送（道路運送法（以下、「運送
法」）第２０条）、（２）運行管理者の選任解任届出違反（運送法第
２３条第３項）、（３）乗務員証の記載、携行義務違反（旅客自動車
運送事業運輸規則第３７条第３項）、（４）自動車に関する表示義務
違反（運送法第９５条）

2 2

乗合バス 2019 1 8

京成バス株式会社（法人
番号：
5010601029309） 代
表者 齋藤隆

千葉県市川市八幡3-3-1
新習志野高
速営業所

千葉県習志野市
茜浜3-7-4

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

平成30年5月30日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。1
件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動
車運送事業運輸規則第38条第1項)

1 0

貸切バス 2019 1 8

有限会社毘龍レンタカー
（法人番号：
5390002013287） 代
表者 小林敏夫

山形県米沢市遠山町
1298

バス観光毘
龍つくば営
業所

茨城県土浦市高
岡字並木2247-1

文書警告（処分日車
数40日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3.(6)
による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

平成30年10月22日、定期的な監査を実施。3件の違反が認められた。
(1)運送引受書の記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運
輸規則｣)第7条の2第1項)､(2)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条
第5項)､(3)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)

4 4

貸切バス 2019 1 8

株式会社ハクリュウ（法
人番号：
8012401008431） 代
表者 佐藤信一

東京都調布市調布ヶ丘
4-43-1

本社営業所
東京都調布市布
田1-43-3

輸送施設の使用停止
（200日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第1
項

平成30年5月9日及び平成30年5月16日、定期的な監査を実施。12件の
違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(道路運送法(以下｢運送
法｣)第15条第1項)､(2)軽微事項に係る事業計画の事後変更届出違反(運
送法第15条第4項)､(3)運行管理者の選任義務違反(運送法第23条第1項)､
(4)乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸
規則｣)第21条第1項)､(5)疾病のおそれのある乗務(運輸規則第21条第5
項)､(6)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)､(7)運行指示書の記
載事項不備(運輸規則第28条の2第1項)､(8)運転者に対する指導監督等義
務違反(運輸規則第38条第1項)､(9)初任運転者に対する特別な指導義務
違反(運輸規則第38条第2項)､(10)初任運転者に対する適性診断受診義務
違反(運輸規則第38条第2項)､(11)報告義務違反(運送法第94条第1項)､
(12)休憩､仮眠又は睡眠のための施設の変更届出義務違反(道路運送法施
行規則第66条第1項第6号)

20 20

貸切バス 2019 1 8

有限会社ＮＡＳＨ（法人
番号：
1013202014468） 代
表者 井上敬祐

東京都世田谷区三宿1-
6-14

足立営業所
東京都足立区新
田3-10-4

輸送施設の使用停止
（140日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第7条の2第
1項

平成30年6月20日、労働局からの通知を端緒として監査を実施。7件の
違反が認められた。(1)運行管理補助者の届出義務違反(道路運送法第23
条第3項)､(2)運送引受書の交付義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則
(以下｢運輸規則｣)第7条の2第1項)､(3)乗務時間等告示の遵守違反(運輸
規則第21条第1項)､(4)疾病のおそれのある乗務(運輸規則第21条第5項)､
(5)点呼の実施等義務違反(運輸規則第24条)､(6)運行指示書の記載事項
不備(運輸規則第28条の2第1項)､(7)運転者に対する指導監督義務違反
(運輸規則第38条第1項)

14 14
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株式会社関西新生活互助
会（法人番号
6140001066310）代表
者中西亜衣

兵庫県三田市中央町４
番２６号

本社
兵庫県神戸市北
区有野中町４丁
目３－１

輸送施設の使用停止
（２９０日車）

道路運送法第９条の
２第１項

平成３０年６月２６日及び同年７月４日、近畿貸切バス適正化セン
ターからの通報を端緒に監査を実施。１４件の違反が認められた。
（１）運賃料金変更事前届出違反（道路運送法（以下、「運送法」）
第９条の２第１項）、（２）事業計画の変更認可違反（運送法第１５
条第１項）、（３）運送引受書の記載事項義務違反（旅客自動車運送
事業運輸規則（以下、「運輸規則」）第７条の２第１項）、（４）健
康状態の把握義務違反（運輸規則第２１条第５項）、（５）点呼の実
施義務違反（運輸規則第２４条第１項、第２項、第３項）、（６）点
呼記録の不実記載（運輸規則第２４条第５項）、（７）乗務等の記録
事項義務違反（運輸規則第２５条第１項、第２項、第４項）、（８）
運行指示書の記載事項義務違反（運輸規則第２８条の２第１項）、
（９）乗務員台帳の作成義務違反（運輸規則第３７条第１項）、（１
０）乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第３７条第１項）、
（１１）運転者に対する指導監督義務違反（運輸規則第３８条第１
項）、（１２）運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第３
８条第２項）、（１３）自動車に関する表示義務違反（運送法第９５
条）、（１４）休憩、仮眠又は睡眠のための施設の変更届出違反（道
路運送法施行規則第６６条第１項第６号）

29 29

貸切バス 2019 1 8 西田 剛
山口県下関市東観音町
８－８

本店営業所
山口県下関市菊
川町大字楢崎９
４４

文書警告（処分日車
数２０日車のため、
一般貸切旅客自動車
運送事業者に対する
行政処分等の基準
３．（６）による）

道路運送法第２７条
第３項

継続監視の監査対象として、平成３０年１１月２０日に監査を実施。
２件の違反が認められた。（１）健康状態の把握義務違反（旅客自動
車運送事業運輸規則（以下運輸規則）第２１条第５項）（２）特定の
運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第３８条第２項）

2 2

貨物 2019 1 9

株式会社コスモフーズ
サービス（法人番号５１
００００１０２３０４
３） 代表者牧内俊二

長野県下伊那郡豊丘村
大字神稲９５９－２

新潟営業所
新潟県南魚沼市
関８４７－５

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第９条第３項、同
法第１７条第１項、
同法第１７条第４項
及び同法第１８条第
３項

平成３０年６月１９日、監査実施。７件の違反が認められた。（１）
事業計画変更事前届出違反（貨物自動車運送事業法施行規則第６条第
１項第１号）（２）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第３条第４項）（３）点呼の記録違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第７条第５項）（４）運転者台帳（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第９条の５第１項）（５）整備管理者の選任（変
更）の未届出、虚偽届出（道路運送車両法第５２条）（６）運行管理
者の選任（解任）の未届出、虚偽届出（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第１９条）

1 1

貨物 2019 1 9

阪神協同作業株式会社
（法人番号
8140001090044）代表
者寺本英治

兵庫県神戸市中央区下
山手通二丁目１３番７
号

大阪支店
大阪府大阪市住
之江区南港東１
丁目５番３１号

文書警告
貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

公安委員会からの道路交通法第１０８条の３４の規定に基づく通知件
数（その他道路交通法の違反行為）が過去一年以内に３件に達した。
（１）運転者の指導監督義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第１０条第１項）

0 0

貨物 2019 1 9

有限会社 柴田サービス
（法人番号
4200002017761） 取
締役柴田 登

岐阜県可児郡御嵩町御
嵩２１９２－２７４

本社

岐阜県可児郡御
嵩町御嵩字南山
２１９２－２７
４

輸送施設の使用停止
（８０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項及び第
４項

平成３０年８月２３日、関係機関からの情報を端緒として監査実施。
６件の違反が認められた。（１）事業計画変更認可違反【営業所】
（法第９条第１項）、（２）事業計画変更認可違反【車庫】（法第９
条第１項）、（３）事業計画変更認可違反【休憩室】（法第９条第１
項）、（４）健康状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則（以下「安全規則」）第３条第６項）、（５）乗務等の記録記載
不備（安全規則第８条）、（６）運行記録計による記録義務違反（安
全規則第９条）

8 8

貨物 2019 1 9
株式会社山辰鉱産（法人
番号7080401005542 ）
代表取締役山下 剛

静岡県浜松市北区三方
原町２３９８番地の１

本社
静岡県浜松市北
区三方原町２３
９８番地の１

文書警告
貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年１２月１２日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として
監査実施。１件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第１項）

0 0

貨物 2019 1 9
有限会社伊豆商運（法人
番号2080102007990）
代表取締役高橋保成

静岡県伊豆市柏久保１
１７９番地

本社
静岡県伊豆市柏
久保１１７９番
地

文書警告
貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年１２月３日、関係機関からの情報を端緒として監査実施。
２件の違反が認められた。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７条第１項及び第２
項）、（２）点呼の記録記載不備（安全規則第７条第５項）

0 0

タクシー 2019 1 9

鶴岡タクシー株式会社
（法人番号４３９０００
１０１４８１６） 代表
者青柳正昭

山形県鶴岡市斎藤川原
字林俣２１番地

本社営業所
山形県鶴岡市斎
藤川原字林俣２
１番地

輸送施設の使用停止
（３０日車）及び文
書警告

道路運送法（以下
「法」）第９条の３
第１項、法第２７条
第３項

平成２９年１２月１３日、監査方針を端緒として監査を実施した結
果、6件の違反が認められた。（１）認可運賃・料金収受違反（道路運
送法第９条の３第１項）、（２）点呼の実施義務違反（旅客自動車運
送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第２４条第１項、第２項）、
（３）点呼の記録義務違反（運輸規則第２４条第５項）、（４）点呼
の記録事項義務違反（運輸規則第２４条第５項）、（５）乗務等の記
録義務違反（運輸規則第２５条第３項）、（６）乗務員台帳の作成義
務違反（運輸規則第３７条第１項）

3 3

貸切バス 2019 1 9

黒田タクシー株式会社法
人番号（７２４０００１
０２１２５４）代表者黒
田憲之

広島県広島市安佐北区
可部３丁目３３－２０

本社営業所
広島県広島市安
佐北区可部３丁
目３３－２０

文書警告（処分日車
数１０日車のため、
一般貸切旅客自動車
運送事業者に対する
行政処分等の基準
３．（６）によ）

道路運送法第２７条
第３項

継続監視の監査対象として、平成３０年１１月１３日に監査を実施。
６件の違反が認められた。（１）運送引受書の記載事項義務違反（旅
客自動車運送事業運輸規則（以下運輸規則）第７条の２第１項）
（２）点呼の記録事項義務違反（運輸規則第２４条第５項）（３）乗
務等の記録事項義務違反（運輸規則第２５条第２項）（４）運行指示
書の記載事項義務違反（運輸規則第２８条の２第１項）（５）乗務員
台帳の記載事項義務違反（運輸規則第３７条第１項）（６）運行管理
者の講習受講義務違反（運輸規則第４８条の４第１項）

1 1
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ＡＲＩＳトランス株式会
社（法人番号２４６００
０１００５０６６） 代
表者森野猛彦

北海道釧路郡釧路町光
和３丁目６２

本社営業所
北海道釧路郡釧
路町光和３丁目
６２－２０１

文書警告 道路運送法第９５条
平成３０年１２月２０日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状
況を端緒として監査を実施。１件の違反が認められた。（１）自動車
に関する表示義務違反（道路運送法第９５条）

0 0

貨物 2019 1 10

大日運送株式会社（法人
番号７４２０００１００
１２６２） 代表者對馬
正彦

青森県青森市大字野内
字菊川６番地６

本社営業所
青森県青森市大
字野内字菊川６
番地６

輸送施設の使用停止
（６０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第３項

平成３０年１月２２日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実
施した結果、2件の違反が認められた。（１）過積載運送（貨物自動車
運送事業法第１７条第３項）、（２）過積載運送防止の指導監督怠慢
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第４条）

11 11

貨物 2019 1 10

株式会社ダイカツ（法人
番号４３７０８０１００
０７７７） 代表者大友
竜太

宮城県名取市増田九丁
目４－４２

本社営業所
宮城県名取市増
田九丁目１２６
－１

輸送施設の使用停止
（１１０日車）及び
文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
８条第１項、法第１
７条第１項、法第１
７条第４項

平成３０年４月１９日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、6
件の違反が認められた。（１）自動車車庫の位置及び収容能力違反[営
業所との距離]（貨物自動車運送事業法施行規則第２条第１項第４
号）、（２）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、（３）点呼の実施義
務違反（安全規則第７条第１項、第２項）、（４）点呼の記録義務違
反[不実記載]（安全規則第７条第５項）、（５）乗務等の記録義務違反
[不実記載]（安全規則第８条）、（６）運転者台帳の作成義務違反（安
全規則第９条の５第１項）

11 11

貨物 2019 1 10

有限会社県南運輸（法人
番号６４１０００２０１
１４０３） 代表者高橋
勲

秋田県大仙市大曲飯田
町１－１１

本社営業所
秋田県大仙市大
曲西根字南野８
０－１

輸送施設の使用停止
（２０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年２月８日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、4件
の違反が認められた。（１）運転者台帳の作成義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第９条の５第１項）、
（２）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第１０条第１
項）、（３）高齢運転者に対する特別な指導義務違反（安全規則第１
０条第２項）、（４）高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（安
全規則第１０条第２項）

2 2
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ジェイテック株式会社
（法人番号
3120002070596）代表
者渡邉将太郎

和歌山県和歌山市雑賀
崎２０１７－１９

和歌山
和歌山県和歌山
市雑賀崎２０１
７－１９

輸送施設の使用停止
（２０日車 ）

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項

平成３０年３月１２日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実
施。６件の違反が認められた。（１）乗務時間等の告示の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第４項）、（２）乗務時間
等告示なお書きの遵守違反（一運行の勤務時間）（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第３条第４項）、（３）点呼の実施義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第７条）、（４）乗務等の記録事項違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第８条）、（５）運行記録計によ
る記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条）、（６）
運行指示書の記載事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条
の３第１項）

2 2
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京都第一交通株式会社
（法人番号
9130001014374）代表
者梅本伸

京都府京都市伏見区下
鳥羽東芹川町５４

本社
京都府京都市伏
見区下鳥羽東芹
川町５４

輸送施設の使用停止
（４４日車）

道路運送法第１３条
平成３０年７月２３日、京都運輸支局において苦情を端緒に調査を実
施。１件の違反が認められた。（１）運送引受義務違反（道路運送法
第１３条）

5 5

タクシー 2019 1 10

嵐山タクシー株式会社
（法人番号
8130001007825）代表
者水野勝

京都府京都市西京区嵐
山西一川町８－１

本社
京都府京都市西
京区嵐山西一川
町８－１

輸送施設の使用停止
（１０日車）

道路運送法第２０条
平成３０年８月２７日、京都運輸支局において苦情を端緒に調査を実
施。１件の違反が認められた。（１）営業区域外旅客運送（道路運送
法第２０条）

1 1

タクシー 2019 1 10

駒姫タクシー株式会社
（法人番号
3120001030650）代表
者藤原大

大阪府大阪市住之江区
東加賀屋１丁目１２番
２３号

豊中
大阪府豊中市服
部寿町３丁目１
５番７号

輸送施設の使用停止
（４８日車）

道路運送法第１３条
平成３０年９月６日、近畿運輸局において苦情を端緒に調査を実施。
１件の違反が認められた。（１）運送引受義務違反（道路運送法第１
３条）

6 5

タクシー 2019 1 10

昭和タクシー株式会社
（法人番号
7290001052922） 代
表者山田良治

福岡県柳川市本町132-1 本社営業所
福岡県柳川市本
町132-1

輸送施設の使用停止
（60日車）、文書警
告

道路運送法（以下
「法」）第16条第1
項、法第23条第3
項、法第27条第3項

平成30年6月18日、監査実施。13件の違反が認められた。(1)事業計画
(配置車両数)に定める業務の確保違反（道路運送法（以下「法」）第16
条第1項）、(2)運行管理者の選任（解任）未届出違反（法第23条第3
項）、(3)乗務時間等の基準の遵守違反（旅客自動車運送事業運輸規則
（以下「運輸規則」）第21条第1項）、(4)疾病、疲労等のおそれのあ
る乗務（運輸規則第21条第5項）、(5)点呼の記録事項義務違反（運輸
規則第24条第5項）、(6)乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第25
条）、(7)乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条第1項）、
(8)運転者に対する指導監督違反（運輸規則第38条第1項）、(9)運転者
に対する指導監督の記録違反（運輸規則第38条第1項）、(10)特定運転
者に対する特別な指導監督違反（運輸規則第38条第2項）、(11)特定運
転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第38条第2項）、(12)地
理・応接の指導監督の記録、保存義務違反（運輸規則第40条第3項）、
(13)運行管理者の講習受講義務違反（運輸規則第48条の4第1項）

6 6

乗合バス 2019 1 10

西日本ジェイアールバス
株式会社（法人番号
3120001057487）代表
者野中雅志

大阪府大阪市此花区北
港１丁目３番２３号

大阪高速管
理所

大阪府大阪市此
花区北港１丁目
３番２３号

輸送施設の使用停止
（２０日車）

道路運送法第１５条
第１項

平成３０年９月１０日及び同年９月１４日、法令違反の疑いを端緒に
監査を実施。２件の違反が認められた。（１）事業計画の変更認可違
反（道路運送法第１５条第１項）、（２）運転基準図による運転者へ
の指導義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第２７条第１項）

2 2

貨物 2019 1 11

有限会社エヌライン興産
（法人番号２２２０００
２００１４８４） 代表
者中西鈴枝

石川県金沢市寺中町ホ
７４－１７

七尾営業所
石川県鹿島郡中
能登町久江ク部
１７－１

輸送施設の使用停止
（５０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項、
同法第１７条第４項
及び貨物自動車運送
事業法施行規則第４
４条第１項第６号

平成３０年６月１４日、監査実施。４件の違反が認められた。（１）
乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条
第４項）（２）点呼の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
７条第１項～第３項）（３）運行管理者に対する指導及び監督違反
（指導監督不適切）（貨物自動車運送事業輸送安全規則第２２条）
（４）事業者たる法人の役員、社員の変更の未届出（貨物自動車運送
事業法施行規則第４４条第１項第６号）

5 5

貸切バス 2019 1 11

大和観光株式会社法人番
号（９２８０００１００
７０４１）代表者中原啓
介

島根県邑智郡美郷町都
賀本郷１２５－２

本社営業所
島根県邑智郡美
郷町都賀本郷１
２５－２

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

当該事業者が新規許可を受けたことを端緒として、平成３０年１２月
１３日及び同年１２月１４日に監査を実施。２件の違反が認められ
た。（１）運送引受書の記載事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸
規則（以下運輸規則）第７条の２第１項）（２）健康状態の把握義務
違反（運輸規則第２１条第５項）

0 0

貨物 2019 1 15

神戸三興物流株式会社
（法人番号
7140001088790）代表
者陰地政弘

兵庫県神戸市須磨区弥
栄台２丁目１０番３号

本社
兵庫県神戸市須
磨区弥栄台２丁
目１０番３号

文書警告
貨物自動車運送事業
法第１７条第１項

平成３０年１０月１１日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。
３件の違反が認められた。（１）乗務時間等の告示の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第３条第４項）、（２）健康状態の把握
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第６項）、（３）
運転者台帳の記載事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条
の５第１項）

0 0

貨物 2019 1 15
株式会社大昇（法人番号
9190001017990 ） 代
表取締役太田 大

三重県四日市市大矢知
町４９８番地５

本社
三重県四日市市
八千代台１丁目
１－１１０

輸送施設の使用停止
（７０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第４項

平成３０年９月２６日、監査方針に基づいて監査実施。７件の違反が
認められた。（１）健康状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則（以下「安全規則」）第３条第６項）、（２）事故の記録
記載不備（安全規則第９条の２）、（３）運転者台帳の記載不備（安
全規則第９条の５第１項）、（４）運行管理者の講習受講義務違反
（安全規則第２３条第１項）、（５）輸送の安全にかかわる情報の公
表違反（法第２４条の３）、（６）社会保険等加入義務者の一部未加
入（法第２５条第２項）、（７）報告義務違反（法第６０条第１項）

7 7

貨物 2019 1 15

静浜トランス株式会社
（法人番号
2080001012919 ） 代
表取締役山岸一弥

静岡県島田市中河３３
３－１

本社
静岡県島田市大
柳２６６番地

輸送施設の使用停止
（１０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年９月３日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として監査
実施。２件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第１０条第
１項）、（２）特定の運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規
則第１０条第２項）

1 1

タクシー 2019 1 15

株式会社福岡ハイヤー
サービス（法人番号
5290001073210） 代
表者稲員英一郎

福岡県福岡市東区二又
瀬新町11-35

本社営業所
福岡県福岡市東
区二又瀬新町11-
35

文書警告
道路運送法第27条第
3項

平成30年11月7日、監査実施。4件の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第24
条）、(2)乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第25条）、(3)事故の記
録事項不備違反(運輸規則第26条の2）、(4)運転者に対する指導監督の
記録又は指導監督の記録保存違反（運輸規則第38条第1項）

0 0

乗合バス 2019 1 15
神姫バス株式会社（法人
番号6140001059289）
代表者長尾真

兵庫県姫路市西駅前町
１番地

三田
兵庫県三田市ゆ
りのき台６丁目
２番地

輸送施設の使用停止
（２０日車）

道路運送法第１５条
第１項

平成３０年７月３１日、法令違反の疑いを端緒に監査を実施。３件の
違反が認められた。（１）事業計画の変更認可違反（道路運送法（以
下、「運送法」）第１５条第１項）、（２）運行管理者の助言の未尊
重（運送法第２３条の５第３項）、（３）点呼の記録事項義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則第２４条第５項）

2 2

乗合バス 2019 1 15

有限会社南あわじ観光タ
クシー（法人番号
8140002070045）代表
者三原正行

兵庫県南あわじ市賀集
４４１番地

本社
兵庫県南あわじ
市八木養宜１０
２９－５０

輸送施設の使用停止
（２０日車）

道路運送法第１５条
第１項

平成３０年９月１２日、事業者の報告に基づき調査を実施。１件の違
反が認められた。（１）事業計画の変更認可違反（道路運送法第１５
条第１項）

2 2

貸切バス 2019 1 15

第一観光バス株式会社
（法人番号
6290001032702） 代
表者山塚伸吾

福岡県筑紫郡那珂川町
今光6-71

福岡営業所
福岡県筑紫郡那
珂川町今光6-
71、72

文書警告（処分日車
数30日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3.(6)
による）

道路運送法第27条第
3項

平成30年10月23日、監査実施。5件の違反が認められた。(1)運転者に
対する指導監督違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規
則」）第38条第1項）、(2)運転者に対する指導監督の記録又は指導監
督の記録保存違反（運輸規則第38条第1項）、(3)運行指示書の記載事
項義務違反（運輸規則第28条の2第1項）、(4)運送引受書の記載事項不
備違反（運輸規則第7条の2第1項）、(5)申込者に対して支払う手数料
等の額を記載した書類の保存義務違反（運輸規則第7条の2第3項）

17 3



貨物 2019 1 16

株式会社グローアップ
（法人番号
9030001049777）代表
者大島秀俊

埼玉県新座市栗原１－
２－９

草加
埼玉県草加市長
栄３－１５－２
０

輸送施設の使用停止
（80日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

救護措置義務違反があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平
成29年12月22日及び平成30年3月13日、監査を実施。15件の違反が認
められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第4項）、（2）健康状態の把握義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第3条第6項）、（3）点呼の実施義務違反等（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（4）乗務等の記録事項義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（5）運行記録計
による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、
（6）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第10条第1項）、（7）高齢運転者に対する指導監督違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（8）初任・高齢運転者に対
する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条
第2項）、（9）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第13条）、（10）点検整備記録簿の保存義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第13条）、（11）整備管理者の研修受講義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第15条）、（12）運行管理者の
講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項）、
（13）運行管理補助者の要件違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第18条第3項）、（14）運行管理者の選任（解任）未届出違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第19条）、（15）報告義務違反（貨物自動
車運送事業報告規則第2条）

8 8

貨物 2019 1 16
赤城陸送株式会社（法人
番号6070002007205）
代表者福島久美子

群馬県前橋市東片貝町
１６６－１

本社
群馬県前橋市東
片貝町１６６－
３

輸送施設の使用停止
（130日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第8条
第1項

法令違反の疑いがあることを端緒として、平成30年2月16日及び同年2
月26日、監査を実施。12件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示
の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）健
康状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6
項）、（3）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第7条）、（4）乗務等の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第8条第1項）、（5）乗務等の記録の改ざん・不実記載違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（6）運行記録計による記
録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（7）運行記
録計による記録の改ざん・不実記録違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第9条）、（8）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第10条第1項）、（9）初任運転者に対する指導監督
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（10）事業計
画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、（11）事業
計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）、（12）事業
の健全な発達を阻害する競争のうち社会保険等に未加入のもの（貨物
自動車運送事業法第25条第2項）

13 13

貨物 2019 1 16

株式会社カナイエンター
プライズ（法人番号
7020001048617）代表
者金井祐次

神奈川県横浜市港北区
鳥山町３５３－１－１
０２

神奈川選別
センター

神奈川県横浜市
鶴見区駒岡２－
９－４１

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年6月21日、監査を
実施。9件の違反が認められた。（1）健康状態の把握義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（2）点呼の実施義務違反
等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（3）乗務等の記録事
項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（4）運
行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9
条）、（5）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第1項）、（6）高齢運転者に対する指導監督違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（7）高齢運転者に対
する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条
第2項）、（8）事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第
3項）、（9）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）
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有限会社大城水産運輸
（法人番号
3021002071355）代表
者菱沼国男

神奈川県三浦市南下浦
町松輪１９２３－１２

本社
神奈川県横須賀
市平成町３－５
－１

輸送施設の使用停止
（80日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

救護措置義務違反があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平
成30年6月1日、同年8月7日及び同年8月22日、監査を実施。10件の違
反が認められた。（1）乗務時間等告示なお書きの遵守違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）健康状態の把握義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（3）過積載運送
（貨物自動車運送事業法第17条第3項）、（4）点呼の実施義務違反等
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（5）乗務等の記録事項
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（6）運行
記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9
条）、（7）運行指示書による作成義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第9条の3）、（8）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（9）初任運転者に対する指
導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（10）
運行管理者に対する指導及び監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第22条）
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株式会社大塚梱包運輸
（法人番号
8060001022484）代表
者原久生

埼玉県川口市領家２－
２７－１４ハーベスト
柿の木１０３

栃木
栃木県栃木市西
方町元２７７５

輸送施設の使用停止
（115日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第13条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年6月21日、監査を
実施。11件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）健康状態の把握義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（3）点呼の
実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（4）運
行指示書による作成義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条
の3）、（5）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第1項）、（6）初任運転者に対する適性診断受診義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（7）定期
点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条）、
（8）整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第15条）、（9）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第23条第1項）、（10）事業計画の変更認可違反（貨物
自動車運送事業法第9条第1項）、（11）事業計画事前届出違反（貨物
自動車運送事業法第9条第3項）
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株式会社高義（法人番号
5070001021273）代表
者高橋祐樹

群馬県太田市山之神町
６１５－８

本社
群馬県太田市山
之神町６１５－
８

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

救護措置義務違反があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平
成30年7月6日及び同年7月30日、監査を実施。5件の違反が認められ
た。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第4項）、（2）健康状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第6項）、（3）点呼の記録事項義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条第5項）、（4）運行記録計による記録義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（5）運転者に対
する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）
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有限会社稲葉運送（法人
番号3050002044384）
代表者稲葉昭一

茨城県結城市大字小田
林２１０－５

運輸部
茨城県結城市矢
畑字若宮５６３

輸送施設の使用停止
（70日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

酒気帯び運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平成30
年9月7日、監査を実施。7件の違反が認められた。（1）乗務時間等告
示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）
疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6
項）、（3）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第7条）、（4）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第8条第1項）、（5）運行記録計による記録義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第9条）、（6）運転者に対する指導監督違
反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（7）初任運
転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第10条第2項）
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株式会社Ｋ－ロジテック
（法人番号
1050001015108）代表
者石濵佳秀

茨城県坂東市弓田２４
２１

本社
茨城県坂東市弓
田１７９１－１

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平成30年7月
27日、監査を実施。2件の違反が認められた。（1）運転者に対する指
導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（2）
初任運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第10条第2項）
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根本運送株式会社（法人
番号6070001016421）
代表者根本正則

群馬県みどり市大間々
町大間々２０５－５

本社
群馬県みどり市
大間々町大間々
２０５－５

輸送施設の使用停止
（50日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

救護措置義務違反があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平
成30年7月19日及び同年9月7日、監査を実施。2件の違反が認められ
た。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第4項）、（2）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第10条第1項）
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山野井運輸有限会社（法
人番号
5060002040125）代表
者山野井千佳

栃木県佐野市山菅町３
３６５－２

本社
栃木県佐野市山
菅町３３４３

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平成30年5月
24日、監査を実施。3件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の
遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）運転
者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条
第1項）、（3）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）
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土方建材株式会社（法人
番号8013401000650）
代表者土方利夫

東京都日野市南平４－
１－８

本社
東京都日野市南
平１－３６－４

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年8月21日、監査を
実施。1件の違反が認められた。（1）運転者に対する指導監督違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）
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畑中運輸建設株式会社
（法人番号
3120901020833）代表
者畑中克之

大阪府箕面市粟生間谷
西３－２３－１０

本社
大阪府箕面市粟
生間谷西３－２
３－１０

輸送施設の使用停止
（５０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年２月２２日及び同年３月２７日、労働局からの通報を端緒
に監査を実施。７件の違反が認められた。（１）乗務時間等の告示の
遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第４項）、（２）
健康状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第
６項）、（３）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第７条）、（４）点呼の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項）、（５）点呼記録の改ざん（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第７条第５項）、（６）乗務等の記録事項違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第８条）、（７）初任運転者及び高齢運
転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第１０条第２項）
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青木重機株式会社（法人
番号1120101048272）
代表者青木法子

大阪府堺市南区桃山台
１丁２１番１２号

堺
大阪府堺市中区
深阪２丁３－１
８－２０６号

輸送施設の使用停止
（３０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項

平成３０年３月８日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。９
件の違反が認められた。（１）乗務時間等の告示の遵守違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第３条第４項）、（２）健康状態の把握義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第６項）、（３）点
呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条）、
（４）点呼の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条
第５項）、（５）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第８条）、（６）運転者台帳の作成義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第９条の５第１項）、（７）運転者台帳の記載事項
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条の５第１項）、
（８）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第１０条第１項）、（９）初任運転者に対する適性診断受診義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第２項）
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株式会社川崎商事（法人
番号7120901031298）
代表者川崎哲

大阪府高槻市柱本５丁
目２２

本社
大阪府高槻市柱
本５丁目２２

輸送施設の使用停止
（８０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年２月１日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。９
件の違反が認められた。（１）乗務時間等の告示の遵守違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第３条第４項）、（２）乗務時間等告示な
お書きの遵守違反（一運行の勤務時間）（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第３条第４項）、（３）健康状態の把握義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第３条第６項）、（４）点呼の記録義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第５項）、（５）運行指示
書の作成義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条の３第１
項）、（６）運転者台帳の記載事項義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第９条の５第１項）、（７）運転者に対する指導監督違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第１項）、（８）運転者
に対する指導監督の記録違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１
０条第１項）、（９）初任運転者及び高齢運転者に対する適性診断受
診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第２項）

8 8

貨物 2019 1 16
株式会社五一（法人番号
7122001027474）代表
者森山國雄

大阪府東大阪市岸田堂
西２丁目２番１４号

本社
大阪府東大阪市
岸田堂西２丁目
２番１１号

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年３月１４日及び同年３月２８日、関係機関からの情報を端
緒に監査を実施。３件の違反が認められた。（１）運転者台帳の記載
事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条の５第１
項）、（２）定期点検整備の整備記録簿記載違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第１３条、道路運送車両法第４９条）、（３）運行管
理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第２３条
第１項）
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有限会社マツダ（法人番
号6190002022002）
代表取締役松田 茂

三重県四日市市川島町
６２００番地の６９

本社
三重県四日市市
釆女町字松ノ木
１７２４番地２

輸送施設の使用停止
（７０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第４項

平成３０年５月２１日、監査方針に基づいて監査実施。１４件の違反
が認められた。（１）事業計画変更事前届出違反（法第９条第３
項）、（２）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
（以下「安全規則」）第７条第１項及び第２項）、（３）点呼の記録
記載不備（安全規則第７条第５項）、（４）点呼の記録不実記載（安
全規則第７条第５項）、（５）乗務等の記録記載不備（安全規則第８
条）、（６）運行記録計による記録義務違反（安全規則第９条）、
（７）運転者台帳の記載不備（安全規則第９条の５第１項）、（８）
運転者に対する指導監督違反（安全規則第１０条第１項）、（９）運
転者に対する指導監督の記録記載不備（安全規則第１０条第１項）、
（１０）特定の運転者に対する指導監督違反（安全規則第１０条第２
項）、（１１）特定の運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規
則第１０条第２項）、（１２）輸送の安全にかかわる情報の公表違反
（法第２４条の３）、（１３）社会保険等加入義務者の一部未加入
（法第２５条第２項）、（１４）報告義務違反（法第６０条第１項）

7 7

タクシー 2019 1 16

観光第一交通株式会社
（法人番号
6050001001929） 代
表者 安藤 慎治

茨城県水戸市石川１丁
目４００２番地３８号

本社営業所
茨城県水戸市石
川１－４００２
番３８号

輸送施設の使用停止
（30日車）

運送法第9条の3第1
項、運送法第27条第
3項

平成30年9月3日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実施。2件
の違反が認められた。(1)運賃料金認可違反(道路運送法第9条の3第1
項)､(2)乗務時間等の基準の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則第21
条第1項)

3 3



貸切バス 2019 1 16

有限会社静和観光バス
（法人番号：
6060002033953） 代
表者 永島浩行

栃木県栃木市岩舟町静
和2470－1

本社営業所
栃木県栃木市岩
舟町静和2470－1

輸送施設の使用停止
（485日車）

道路運送法第9条の2
第1項

平成30年5月22日及び平成30年6月8日、定期的な監査を実施。17件の
違反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法(以下｢運
送法｣)第9条の2第1項)､(2)営業区域外旅客運送(運送法第20条)､(3)運送
引受書の交付義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)
第7条の2第1項)､(4)運送引受書の記載事項の不備(運輸規則第7条の2第
1項)､(5)乗務時間等告示の遵守違反(運輸規則第21条第1項)､(6)疾病の
おそれのある乗務(運輸規則第21条第5項)､(7)交替運転者の配置義務違
反(運輸規則第21条第6項)､(8)点呼の実施等義務違反(運輸規則第24条)､
(9)乗務等の記録の記載事項不備(運輸規則第25条第2項)､(10)運行記録
計による記録義務違反(運輸規則第26条第1項)､(11)運行指示書の作成義
務違反(運輸規則第28条の2第1項)､(12)運行指示書の記載事項不備(運輸
規則第28条の2第1項)､(13)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規
則第38条第1項)､(14)初任､高齢運転者に対する特別な指導義務違反(運
輸規則第38条第2項)､(15)初任､高齢運転者に対する適性診断受診義務
違反(運輸規則第38条第2項)､(16)定期点検整備等の未実施(運輸規則第
45条)､(17)運行管理者に対する講習受講義務違反(運輸規則第48条の4
第1項)

49 49

貸切バス 2019 1 16

株式会社東京サービスエ
ンタープライズ（法人番
号：8030001090567）
代表者 本田宏江

埼玉県飯能市川崎67-1

東京サービ
スエンター
プライズ本
店営業所

埼玉県飯能市川
崎67-1

文書警告（処分日車
数40日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3.(6)
による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第24条

平成30年10月12日及び平成30年10月23日、定期的な監査を実施。3件
の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送事
業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第21条第1項)､(2)点呼の実施義務違反(運
輸規則第24条)､(3)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第
1項)

4 4

貸切バス 2019 1 16

大和観光自動車株式会社
（法人番号：
8030001005269） 代
表者 斎藤彊二

埼玉県さいたま市北区
本郷町130-2

大宮営業所
埼玉県さいたま
市北区吉野町2-
7-2

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

平成30年8月15日、酒気帯び運転があった旨公安委員会からの通知を端
緒に監査を実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督
義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

貸切バス 2019 1 16
エデン有限会社（法人番
号：7021002062053）
代表者 田中正和

千葉県印旛郡酒々井町
中川58-5

千葉営業所
千葉県印旛郡
酒々井町中川58-
5

文書警告（処分日車
数20日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3.(6)
による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

平成30年9月25日、新規許可を受けたことを端緒に監査を実施。2件の
違反が認められた。(1)疾病のおそれのある乗務(旅客自動車運送事業運
輸規則(以下｢運輸規則｣)第21条第5項)､(2)運転者に対する指導監督等義
務違反(運輸規則第38条第1項)

2 2

貸切バス 2019 1 16

有限会社ジュピターリム
ジン（法人番号
2040002080902）代表
者田中延光

東京都葛飾区東水元
２ー３４ー１６

大阪営業所
大阪府堺市北区
野遠町６２９ー
３ー１０１

輸送施設の使用停止
（１２０日車）

道路運送法第２７条
第３項

平成３０年７月１１日、同年７月１９日及び同年８月９日、区域拡大
を端緒に監査を実施。７件の違反が認められた。（１）健康状態の把
握義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下、「運輸規則」）第
２１条第５項）、（２）点呼の実施義務違反（運輸規則第２４条第１
項、第２項、第３項）、（３）点呼の記録事項義務違反（運輸規則第
２４条第５項）、（４）乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第２５
条第１項、第２項、第４項）、（５）乗務員台帳の記載事項義務違反
（運輸規則第３７条第１項）、（６）運転者に対する適性診断受診義
務違反（運輸規則第３８条第２項）、（７）運行管理規程の制定義務
違反（運輸規則第４８条の２第１項）

12 12

タクシー 2019 1 17
梅田興業株式会社（法人
番号2120001049238）
代表者古知愛一郎

大阪府大阪市西淀川区
姫島６丁目９番７号

本社
大阪府大阪市西
淀川区姫島６丁
目９番７号

輸送施設の使用停止
（１０日車）

道路運送法第２７条
第３項

平成３０年１０月９日、法令違反の疑いを端緒に監査を実施。２件の
違反が認められた。（１）運転者の選任数に関する義務違反（旅客自
動車運送事業運輸規則（以下、「運輸規則」）第３５条）、（２）運
転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第３８条第２項）

1 1

タクシー 2019 1 17
一番株式会社（法人番号
3122001023147）代表
者松元勇吾

大阪府守口市大久保町
３丁目５番２０号

本社
大阪府守口市大
久保町３丁目５
番２０号

輸送施設の使用停止
（１０日車）

道路運送法第２７条
第３項

平成３０年１０月１９日、法令違反の疑いを端緒に監査を実施。３件
の違反が認められた。（１）点呼の記録事項義務違反（旅客自動車運
送事業運輸規則（以下、「運輸規則」）第２４条第５項）、（２）運
転者に対する指導監督義務違反（運輸規則第３８条第１項）、（３）
運行管理者の講習（一般講習）受講義務違反（運輸規則第４８条の４
第１項）

1 1

タクシー 2019 1 17 髙橋正 大阪府大阪市生野区
大阪府大阪市生
野区

輸送施設の使用停止
（４８日車）

道路運送法第１３条
平成３０年１０月９日、近畿運輸局において苦情を端緒に調査を実
施。１件の違反が認められた。（１）運送引受義務違反（道路運送法
第１３条）

5 5

乗合バス 2019 1 17

WILLER EXPRESS株式
会社（法人番号
5010401101630） 代
表取締役平山幸司

東京都江東区新木場一
丁目１８番１３号

名古屋
愛知県名古屋市
中川区笈瀬町２
－２５

輸送施設の使用停止
（９０日車）

道路運送法（以下
「法」）第２５条

平成３０年１１月１５日、監査方針に基づいて監査実施。２件の違反
が認められた。（１）運行管理者に対する指導監督違反（旅客自動車
運送事業運輸規則第４８条の３）、（２）運転者の制限違反（法第２
５条）

10 9

乗合バス 2019 1 17
阪神バス株式会社（法人
番号1140001072148）
代表者岡田信

兵庫県西宮市和上町３
番３号

塚口営業所
兵庫県尼崎市東
塚口町２丁目４
番３７号

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

平成３０年１１月２７日、法令違反の疑いを端緒に監査を実施。１件
の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督義務違反（旅客
自動車運送事業運輸規則第３８条第１項）

4 0

貨物 2019 1 18

川﨑ヘビーカーゴ株式会
社（法人番号
1140001021567）代表
者川﨑智聖

兵庫県神戸市西区平野
町常本２９３番地の３

本社
兵庫県神戸市西
区平野町常本２
９３番地の３

文書警告
貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年８月２日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。３件
の違反が認められた。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第７条）、（２）運転者に対する指導監督違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第１０条第１項）

0 0

貨物 2019 1 18

株式会社エクスプレス．
サポート．大杉（法人番
号3120001196839）代
表者杉田豊

大阪府門真市四宮３丁
目２番３２号

本社
大阪府門真市四
宮３丁目２番３
２号

輸送施設の使用停止
（２０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項

平成３０年２月２１日及び同年３月２２日、死亡事故を引き起こした
ことを端緒に監査を実施。９件の違反が認められた。（１）事業計画
変更事前届出違反（各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数
違反）（貨物自動車運送事業法第９条第３項）、（２）乗務時間等の
告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第４項）、
（３）健康状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
３条第６項）、（４）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第７条）、（５）点呼の記録事項違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第７条第５項）、（６）乗務等の記録義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第８条）、（７）乗務等の記録事項違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第８条）、（８）運転者に対する
指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第１項）、
（９）運転者に対する指導監督の記録違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第１０条第１項）

2 2

貨物 2019 1 18
有限会社大興運輸（法人
番号9140002035121）
代表者藤原千草

兵庫県篠山市乗竹１９
３番地

本社
兵庫県篠山市乗
竹１９３番地

輸送施設の使用停止
（２０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第３項

平成３０年９月２６日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。
１件の違反が認められた。（１）過積載運送（貨物自動車運送事業法
第１７条第３項）

2 2

貨物 2019 1 18
株式会社誠和運輸（法人
番号1470001006865)代
表者前田雅則

香川県綾歌郡綾川町小
野甲３８３－１

本社営業所
香川県綾歌郡綾
川町小野甲３８
３－１

輸送施設の使用停止
（10日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項、
第４項

平成30年7月24日、8月1日、8月9日に重傷事故を端緒として監査を実
施したところ、4件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する
措置が不適切であり、所定の拘束時間の限度を超え、また所定の休息
期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと（安全規
則第3条第4項）、(2)運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適
切であったこと（安全規則第7条第5項）、(3)運転者台帳について定め
られた事項の記録が不適切であったこと（安全規則第9条の5第1項）、
(4)新たに雇い入れした運転者に対して法令で定められた適性診断を受
診させていなかったこと（安全規則第10条第2項）

1 1



貨物 2019 1 18
株式会社山西流通（法人
番号2180001046056 ）
代表取締役鳥山芳雄

愛知県北名古屋市徳重
米野３０

名古屋
愛知県名古屋市
中区千代田２丁
目１－１３

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年９月１４日、監査方針に基づいて監査実施。１件の違反が
認められた。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第１項及び第２項）

1 1

貨物 2019 1 18

株式会社Ａｄｍｉｒａｌ
（法人番号
4190001020652） 代
表取締役荻須英哉

三重県四日市市山分町
５１５番地２７

いなべ

三重県いなべ市
大安町南金井字
石佛東２５４５
番１

輸送施設の使用停止
（２０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項及
び第４項

平成３０年９月１４日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として監
査実施。４件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第
４項）、（２）運行記録計による記録義務違反（安全規則第９条）、
（３）事故の記録記載不備（安全規則第９条の２）、（４）運転者に
対する指導監督違反（安全規則第１０条第１項）

2 2

貨物 2019 1 18

株式会社デリバリー・
ホートク（法人番号
3080101010516 ） 代
表取締役木下正孝

静岡県富士市宮下５０
２

本社
静岡県富士市宮
下５０２

輸送施設の使用停止
（１０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第４項

平成３０年１０月９日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として監
査実施。４件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第
４項）、（２）運転者に対する指導監督違反（安全規則第１０条第１
項）、（３）運転者に対する指導監督の記録記載不備（安全規則第１
０条第１項）、（４）報告義務違反（法第６０条第１項）

1 1

貨物 2019 1 18
株式会社アマヤ（法人番
号1080001012894 ）
代表取締役雨夜光広

静岡県島田市岸町１１
７０

本社
静岡県島田市岸
町１１７０

文書警告
貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項

平成３０年１２月１８日、関係機関からの情報を端緒として監査実
施。２件の違反が認められた。(１）健康状態の把握義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第６項）、
（２）報告義務違反（法第６０条第１項）

0 0

貨物 2019 1 21
株式会社大貫運送（法人
番号6050001021828）
代表者大貫勝彦

茨城県鉾田市柏熊３０
０－１１

本社
茨城県鉾田市柏
熊３００－８

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第5項

死亡事故を引き起こしたことを端緒として平成30年9月27日、監査を実
施。1件の違反が認められた。（1）点呼の記録義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第7条第5項）

1 1

貨物 2019 1 21

株式会社寒川港湾荷役
(法人番号
9500001014304)代表者
石川紀男

愛媛県四国中央市寒川
町４７６５－５０

本社営業所
愛媛県四国中央
市寒川町４７６
５－１５

輸送施設の使用停止
（20日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項、
第４項

平成30年8月21日、9月12日に死亡事故を端緒として監査を実施したと
ころ、6件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が不
適切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度を超え、また所
定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと
（安全規則第3条第4項）、(2)運転者の健康状態の把握が確実になされ
ていなかったこと（安全規則第3条第6項）、(3)運転者に対する点呼が
確実になされていなかったこと（安全規則第7条第1項、第2項、第3
項）、(4)運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であった
こと（安全規則第7条第5項）、(5)高齢運転者に対して事業用自動車の
運行の安全を確保するために遵守すべき事項についての特別な指導が
不適切だったこと（安全規則第10条第2項）、(6)高齢運転者に対して
法令で定められた適性診断を受診させていなかったこと（安全規則第
10条第2項）

2 2

貨物 2019 1 21

有限会社四国ロードシス
テム(法人番号
1500002018451)代表者
真木成親

愛媛県今治市喜田村４
丁目３－４６

本社営業所
愛媛県西条市桑
村７８

輸送施設の使用停止
（20日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項、
第４項

平成30年8月8日、死亡事故を端緒として監査を実施したところ、4件の
違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が不適切であ
り、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度を超え、また所定の休息
期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと（安全規
則第3条第4項）、(2)運転者の健康状態の把握が確実になされていな
かったこと（安全規則第3条第6項）、(3)運転者に対する点呼が確実に
なされていなかったこと（安全規則第7条第1項、第2項、第3項）、(4)
運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと（安
全規則第7条第5項）

2 2
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有限会社翔樹（法人番号
4320002015712） 代
表者桐井裕樹

大分県中津市大字野依
460-1

本社営業所
大分県中津市大
字野依字大畑
460-1

輸送施設の使用停止
（70日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項、法第17
条第4項、道路運送
法第95条

平成30年6月19日、監査実施。14件の違反が認められた。(1)自動車に
関する表示義務違反（道路運送法第95条）、(2)健康状態の把握義務違
反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第6
項)、(3)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(4)
運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項)、(5)点呼の実施
義務違反(安全規則第7条)、(6)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5
項)、(7)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(8)乗務等の
記録事項義務違反(安全規則第8条)、(9)運行記録計による記録義務違反
(安全規則第9条)、(10)運行指示書に係る（作成、指示、携行）義務違
反(安全規則第9条の3第1項)、(11)乗務時間等の基準の遵守違反(安全規
則第3条第4項)、(12)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1
項)、(13)運転者に対する指導監督の記録義務違反(安全規則第10条第1
項)、(14)整備管理者の研修受講義務違反(安全規則第15条)

7 7
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株式会社マルマツ運送
(法人番号
2190001016330 ） 代
表取締役松本 守

三重県三重郡川越町大
字北福崎１４２番地

富士
静岡県駿東郡長
泉町上土狩４５
－１

輸送施設の使用停止
（５０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項及
び第４項

平成３０年９月１１日及び平成３０年９月２１日、関係機関からの情
報を端緒として監査実施。６件の違反が認められた。（１）乗務時間
等の基準の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全
規則」）第３条第４項）、（２）健康状態の把握義務違反（安全規則
第３条第６項）、（３）点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１項
及び第２項並びに第３項）、（４）点呼の記録記載不備（安全規則第
７条第５項）、（５）運行指示書の作成・指示・携行義務違反（安全
規則第９条の３第１項）、（６）特定の運転者に対する適性診断受診
義務違反（安全規則第１０条第２項）

5 5

タクシー 2019 1 21

有限会社日の出タクシー
（法人番号
6470002005663）代表
者佐々木とみ子

香川県高松市亀井町１
２－４

本社営業所
香川県高松市亀
井町１２－４

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

平成30年12月11日、旅客自動車運送事業に関する監査方針に基づき監
査を実施したところ、2件の違反が確認された。(1)運転者に対する点呼
が確実になされていなかったこと（運輸規則第24条第1項、第2項）、
(2)運転者の乗務について定められた事項の記録が不適切であったこと
（運輸規則第25条第3項、第4項）

0 0

貸切バス 2019 1 21

株式会社恋路観光バス
（法人番号１２２０００
２０１５８０８） 代表
者井口信二

石川県鳳珠郡能登町松
波30字101－1

本社営業所
石川県鳳珠郡能
登町松波30字101
－1

輸送施設の使用停止
（１２０日車）

道路運送法第９条の
２第１項、同法第２
７条第３項及び同法
第９４条第１項

平成３０年１０月２５日、監査実施。５件の違反が認められた。
（１）運賃料金事前届出、運賃料金変更事前届出違反（道路運送法第
９条の２第１項）（２）疾病、疲労等のおそれのある乗務（旅客自動
車運送事業運輸規則第２１条第５項）（３）乗務員台帳の作成、備付
け義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３７条第１項）（４）運
転者に対する指導監督告示による運転者に対する特別な指導及び適性
診断受診義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第２項）
（５）報告義務違反（道路運送法第９４条第１項）

12 12

貸切バス 2019 1 21

株式会社パラダイス観光
（法人番号
3310001015236） 代
表者森卓也

長崎県佐世保市崎岡町
853-12

本社営業所
長崎県佐世保市
崎岡町853-12

輸送施設の使用停止
（200日車）、文書警
告

道路運送法（以下
「法」）第9条の2第
1項、法第27条第3
項

平成30年7月23日、監査実施。9件の違反が認められた。(1)運賃料金事
前届出、運賃料金変更事前届出違反（道路運送法第9条の2第1項）、
(2)運送引受書の記載事項不備違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以
下「運輸規則」）第7条の2第1項）、(3)点呼の実施義務違反（運輸規
則第24条）、(4)点呼の記録又は点呼の記録保存違反（運輸規則第24条
第5項）、(5)点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条第5項）、(6)乗
務等の記録又は乗務等の記録保存違反（運輸規則第25条）、(7)乗務等
の記録事項義務違反（運輸規則第25条）、(8)運行記録計による記録又
は運行記録計による記録保存違反（運輸規則第26条第1項）、(9)運行
指示書の記載事項義務違反（運輸規則第28条の2第1項）

20 20



貨物 2019 1 22

株式会社佐藤建設工業
（法人番号６４３０００
１０４０２７７） 代表
者佐藤和樹

北海道札幌市白石区菊
水元町７条１丁目１
５ー１４

本社営業所

北海道札幌市白
石区菊水元町７
条１丁目１５ー
１４

輸送施設の使用停止
（３０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法施行規則第７条第
１項 他１２件

平成３０年９月２７日、関係機関からの情報を端緒として監査を実
施。１３件の違反が認められた。（１）事業計画変更認可違反［乗務
員の休憩・睡眠施設の位置及び収容能力］（貨物自動車運送事業法施
行規則第２条第１項第５号）、（２）事業計画事後届出違反［主たる
事務所の名称及び位置の変更］（貨物自動車運送事業法施行規則第７
条第１項第1号）、（３）事業計画事後届出違反［営業所又は荷扱所の
名称、位置（利用運送のみに係るもの及び運輸局長が指定する区域内
におけるものに限る。）の変更］（貨物自動車運送事業法施行規則第
７条第１項第２号、第３号）、（４）乗務時間等の基準の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第４項）、（５）疾病・疲
労等のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第
６項）、（６）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第８条）、（７）運転者台帳の記載事項義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第９条の５第１項）、（８）特定運転者に対
する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０
条第２項）、（９）整備管理者の選任（変更）届出違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第１３条本文関係）、（１０）自動車検査証の
備付け義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１３条本文関
係、第１号）、（１１）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第１３条本文関係、第１号）、（１２）運行管理者の
講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第２３条第１
項）、（１３）自動車に関する表示義務違反（道路運送法第９５条）

3 3

貨物 2019 1 22

ムロオ北海道株式会社
（法人番号４４３０００
１０４１５４１） 代表
者山下俊一郎

北海道札幌市白石区流
通センター４丁目４－
７１

本社営業所

北海道札幌市白
石区流通セン
ター４丁目４－
７１

輸送施設の使用停止
（３５日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第１３
条本文関係、第１号
他４件

平成３０年８月１７日及び平成３０年１０月１日、労働局からの通報
等を端緒として監査を実施。５件の違反が認められた。（１）乗務時
間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第４
項）、（２）疾病・疲労等のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第３条第６項）、（３）点呼の記録義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第７条第５項）、（４）特定運転者に対する
適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第
２項）、（５）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第１３条本文関係、第１号）

4 4
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有限会社丸一運送（法人
番号５４６２５０２００
０６９９） 代表者杉岡
髙義

北海道標津郡中標津町
川西１－１８

本社営業所
北海道標津郡中
標津町川西１丁
目２７ー１０

輸送施設の使用停止
（１０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第３条
第４項 他７件

平成３０年８月２４日、監査後、行政処分等までに事業用自動車の移
動先の事業者であって監査が必要と認められる事業者を端緒として監
査を実施。８件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第４項）、（２）点呼
の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第５
項）、（３）乗務等の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第８条）、（４）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第９条）、（５）運転者台帳の記載事項義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条の５第１項）、（６）点検
整備記録簿等の記載違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１３条
本文関係、第２号）、（７）点検整備記録簿等の記録の保存義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１３条本文関係、第２号）、
（８）自動車に関する表示義務違反（道路運送法第９５条）

1 1

貨物 2019 1 22

株式会社ＲＵ物流（法人
番号９４３０００１０６
１１３９） 代表者岩上
憲隆

北海道札幌市東区中沼
町７７－１

本社営業所
北海道札幌市白
石区川北１条２
丁目１８－２０

輸送施設の使用停止
（９０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第９条
の３第４項 他１５
件

平成３０年９月２０日、平成３０年１０月３日及び平成３０年１０月
４日、関係機関からの情報を端緒として監査を実施。１６件の違反が
認められた。（１）各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数
違反（貨物自動車運送事業法施行規則第６条第１項）、（２）乗務時
間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第４
項）、（３）乗務時間等の基準なお書きの遵守違反（一運行の勤務時
間）（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第４項）、（４）点呼
の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第５項）、
（５）点呼の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
７条第５項）、（６）乗務等の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第８条）、（７）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第８条）、（８）運行記録計による記録義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条）、（９）運行指示書の
作成、指示又は携行義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９
条の３第１項から３項）、（１０）運行指示書の保存義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第９条の３第４項）、（１１）運転者台
帳の作成義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条の５第１
項）、（１２）運転者台帳の記載事項義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第９条の５第１項）、（１３）運転者に対する指導監督
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第１項）、（１４）
運転者に対する指導監督の記録保存違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第１０条第１項）、（１５）定期点検整備の実施違反（貨物自

9 9
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有限会社田中建材工業
（法人番号６４６０１０
２００５６３９） 代表
者田中慶蔵

北海道河東郡上士幌町
字上士幌東３線２３４

本社営業所

北海道河東郡上
士幌町字上士幌
東１線２７０－
６

輸送施設の使用停止
（１０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第３条
第４項 他８件

平成３０年９月２５日、平成３０年１０月１２日及び平成３０年１０
月１６日、関係機関からの情報を端緒として監査を実施。９件の違反
が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第３条第４項）、（２）点呼の記録義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第７条第５項）、（３）乗務等の記録事
項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第８条）、（４）運行
記録計による記録保存義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
９条）、（５）運転者台帳の記載事項義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第９条の５第１項）、（６）特定運転者に対する適性診
断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第２
項）、（７）点検整備記録簿等の記載違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第１３条本文関係、第２号）、（８）報告義務違反（貨物自
動車運送事業法第６０条第１項）、（９）法人の役員（社員）の変更
未届出違反（貨物自動車運送事業法施行規則第４４条第１項）

1 1
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株式会社ｆａｉｔｈ（法
人番号
8120901028509）代表
者今本亜紀子

大阪府箕面市船場東１
－１３－１０

横浜
神奈川県横浜市
神奈川区星野町
４

輸送施設の使用停止
（160日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

労働局からの通報を端緒として平成30年3月8日、同年4月18日及び同年
9月28日、監査を実施。9件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示
の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）過
積載運送（貨物自動車運送事業法第17条第3項）、（3）過積載による
運送を前提とした運行計画の作成（貨物自動車運送事業法第17条第3
項）、（4）過積載による運送の指示（貨物自動車運送事業法第17条第
3項）、（5）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第7条）、（6）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第1項）、（7）高齢運転者に対する指導監督違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（8）高齢運転者
に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
10条第2項）、（9）運行管理者に対する指導及び監督違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第22条）

16 16
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新港運輸産業株式会社
（法人番号
8040001047293）代表
者相田大地

千葉県富里市七栄４７
６－６

四街道
千葉県四街道市
大日８８－１４

輸送施設の使用停止
（50日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

酒気帯び運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平成30
年4月12日及び同年4月20日、監査を実施。10件の違反が認められた。
（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
3条第4項）、（2）乗務時間等告示なお書きの遵守違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第3条第4項）、（3）健康状態の把握義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（4）点呼の実施義務違
反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（5）乗務等の記録
事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（6）
運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9
条）、（7）運行指示書による作成義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第9条の3）、（8）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（9）初任運転者に対する適
性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項）、（10）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）

5 5
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株式会社佐藤商店運輸
（法人番号
1060001011980）代表
者佐藤武正

栃木県那須塩原市二区
町４９９－４０

本社
栃木県那須塩原
市二区町４９９
－４０

輸送施設の使用停止
（80日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年8月28日及び同年
9月12日、監査を実施。9件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示
の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）点
呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、
（3）乗務等の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条
第1項）、（4）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第8条第1項）、（5）運行記録計による記録義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第9条）、（6）運行指示書による作成義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3）、（7）運転者に対
する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、
（8）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、
（9）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）

8 8
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株式会社SK物流（法人
番号9012401017885）
代表者山本純一

東京都稲城市東長沼１
１２６Cアミーユ稲城長
沼

本社
東京都稲城市東
長沼２００７

輸送施設の使用停止
（85日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第13条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年8月7日、監査を
実施。7件の違反が認められた。（1）健康状態の把握義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（2）点呼の記録事項義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）、（3）運転者に
対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1
項）、（4）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第13条）、（5）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第
9条第1項）、（6）事業計画事後届出違反（貨物自動車運送事業法第9
条第3項）、（7）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）

9 9
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有限会社カミエ商運（法
人番号
9011802011489）代表
者佐々木俊幸

東京都足立区舎人５－
１２－９

足立
東京都足立区舎
人１－９－１５
高橋荘２０１

輸送施設の使用停止
（110日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年8月7日、監査を
実施。11件の違反が認められた。（1）疾病のおそれのある乗務（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（2）点呼の実施義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（3）乗務等の記録義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（4）運行記録
計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、
（5）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第10条第1項）、（6）整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第15条）、（7）運行管理者の講習受講義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項）、（8）運行管理補
助者の要件違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項）、
（9）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、
（10）事業計画事後届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）、
（11）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）

11 11
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株式会社コクシン（法人
番号1050002030519）
代表者小松﨑康

茨城県日立市東多賀町
３－２－１２

本社
茨城県日立市東
多賀町３－２－
１２

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがあることを端緒として、平成30年8月29日、監査を実
施。3件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）点呼の実施義務違反
等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（3）運転者に対する
指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

2 2
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株式会社湘南トランス
ポートサービス（法人番
号6021001024583）代
表者片田賢二

神奈川県伊勢原市石田
１５１２

本社

神奈川県伊勢原
市石田１５１２
ＤＩＡ参番館１
０１号

輸送施設の使用停止
（70日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年4月20日及び同年
10月12日、監査を実施。10件の違反が認められた。（1）乗務時間等告
示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）
健康状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6
項）、（3）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第7条）、（4）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第8条第1項）、（5）運行記録計による記録義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第9条）、（6）運転者台帳の作成義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項）、（7）運転者に
対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1
項）、（8）初任・高齢運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第10条第2項）、（9）初任・高齢運転者に対する適
性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項）、（10）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第13条）

7 7
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東京都足立区新田２－
４－１８

本店
東京都足立区新
田２－４－１８

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年6月27日、監査を
実施。7件の違反が認められた。（1）点呼の実施義務違反等（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条）、（2）乗務等の記録事項義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（3）運転者に対す
る指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、
（4）高齢運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第2項）、（5）高齢運転者に対する適性診断受診義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（6）運行管理者
の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1
項）、（7）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）

6 6
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アートバンライン株式会
社（法人番号
5120901015088）代表
者寺田寿男

大阪府茨木市島３－５
－４８

習志野
千葉県習志野市
芝園２－１－１
８

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平成30年6月
1日及び同年6月22日、監査を実施。8件の違反が認められた。（1）乗
務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4
項）、（2）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第7条）、（3）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第8条第1項）、（4）運行記録計による記録義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第9条）、（5）運転者に対する指導監督違
反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（6）初任運
転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条
第2項）、（7）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条
第1項）、（8）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）

7 4



貨物 2019 1 22

有限会社パルプランニン
グ（法人番号
5060002011613）代表
者三浦丈兼

栃木県宇都宮市宮の内
４－２１４－３

本店
栃木県宇都宮市
宮の内４－２１
４－３

輸送施設の使用停止
（80日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年8月21日、監査を
実施。7件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）疾病のおそれのあ
る乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（3）点呼の
記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）、
（4）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第10条第1項）、（5）初任運転者に対する指導監督違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（6）初任運転者に対する適
性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項）、（7）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）

8 8

貨物 2019 1 22
株式会社乾建材（法人番
号7130001035455）
代表者乾義一

京都府亀岡市東別院町
倉谷高井田６番地

本社
京都府亀岡市東
別院町倉谷高井
田６番地

文書警告
貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年１２月４日に関係機関からの情報を端緒として監査実施。
（１）点呼の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
７条第５項）（２）運転者台帳の記載事項義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第９条の５第１項）（３）高齢運転者に対する適性
診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第２
項）

0 0

貨物 2019 1 22
株式会社森高起業（法人
番号3180001094590）
代表取締役井上美知代

愛知県東海市富木島町
前田面１０５－１

本社
愛知県東海市富
木島町前田面１
０５－１

輸送施設の使用停止
（１０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年１０月１０日、監査方針に基づいて監査実施。３件の違反
が認められた。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則（以下「安全規則」）第７条第１項及び第２項）、（２）点
呼の記録記載不備（安全規則第７条第５項）、（３）運行記録計によ
る記録義務違反（安全規則第９条）

1 1

タクシー 2019 1 22
ビゲスト株式会社（法人
番号4010901010019）
代表者 井ノ口 武司

東京都世田谷区弦巻４
－９－６

本社営業所
東京都世田谷区
弦巻４－９－６

輸送施設の使用停止
（60日車）

運送法第23条第3
項、運送法第27条第
3項

平成30年7月20日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実施。5
件の違反が認められた。(1)運行管理者の選任届出違反(道路運送法第23
条第3項)､(2)健康状態の把握義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以
下､運輸規則)第21条第5項)､(3)運転者に対する指導監督義務違反(運輸
規則第38条第1項)､(4)高齢運転者に対する告示で定める特別な指導義務
違反(運輸規則第38条第2項)､(5)高齢運転者に対する適性診断受診義務
違反(運輸規則第38条第2項)

6 6

タクシー 2019 1 22

有限会社四方津交通（法
人番号
9090002009667） 代
表者 落合 益美

山梨県上野原市四方津
２０３３番地１号

本社営業所
山梨県上野原市
四方津２０３３
番地１号

文書警告 運送法第27条第3項
平成30年10月26日及び平成30年11月7日、長期間監査未実施であるこ
とを端緒として監査を実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対す
る指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

乗合バス 2019 1 22

北都交通株式会社（法人
番号９４３０００１０３
３７４０） 代表者渡邊
克仁

北海道札幌市中央区大
通西６丁目１０－１１

大曲営業所
北海道北広島市
大曲８２４ー８
０

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第２４条第
５項

平成３０年１１月１３日及び平成３０年１２月４日、死亡事故惹起を
端緒として監査を実施。１件の違反が認められた。（１）点呼の記録
事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第２４条第５項）

0 0

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
４０１０００１０５９５
８４） 代表者和田誠

東京都中央区銀座２丁
目１２－１８

札幌支店
北海道札幌市東
区北３０条東１
６丁目１－２

輸送施設の使用停止
（２０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送第２
５条第１項 他４件

平成３０年１０月１５日及び平成３０年１１月７日、法人顧客向け引
越サービスにおいて、不適切な請求があった事実が報告されたことを
端緒として監査を実施。５件の違反が認められた。（１）不当な運送
条件による要求等公衆の利便の阻害（貨物自動車運送事業法第２５条
第１項）、（２）運行指示書の保存義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第９条の３第４項）、（３）運転者に対する指導監督違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第１項）、（４）運転者
に対する指導監督の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第１０条第１項）、（５）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第２３条第１項）

10 2

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
４０１０００１０５９５
８４） 代表者和田誠

東京都中央区銀座２丁
目１２－１８

札幌西支店
北海道札幌市手
稲区新発寒６条
１丁目５－７

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第２５条第１項

平成３０年１０月２３日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適
切な請求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。１
件の違反が認められた。（１）不当な運送条件による要求等公衆の利
便の阻害（貨物自動車運送事業法第２５条第１項）

10 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
４０１０００１０５９５
８４） 代表者和田誠

東京都中央区銀座２丁
目１２－１８

札幌南支店
北海道札幌市白
石区平和通１３
丁目北３－３１

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第２５条第１項

平成３０年１０月２３日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適
切な請求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。１
件の違反が認められた。（１）不当な運送条件による要求等公衆の利
便の阻害（貨物自動車運送事業法第２５条第１項）

10 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
４０１０００１０５９５
８４） 代表者和田誠

東京都中央区銀座２丁
目１２－１８

旭川支店
北海道旭川市永
山２条１６丁目
４－１０

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第２５条第１項

平成３０年１０月２３日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適
切な請求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。１
件の違反が認められた。（１）不当な運送条件による要求等公衆の利
便の阻害（貨物自動車運送事業法第２５条第１項）

10 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
４０１０００１０５９５
８４） 代表者和田誠

東京都中央区銀座２丁
目１２－１８

苫小牧支店
北海道苫小牧市
一本松町１２－
１２、１３

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第２５条第１項

平成３０年１０月２３日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適
切な請求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。１
件の違反が認められた。（１）不当な運送条件による要求等公衆の利
便の阻害（貨物自動車運送事業法第２５条第１項）

10 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
４０１０００１０５９５
８４） 代表者和田誠

東京都中央区銀座２丁
目１２－１８

函館支店
北海道函館市港
町３丁目２－１
４

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第２５条第１項

平成３０年１０月２３日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適
切な請求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。１
件の違反が認められた。（１）不当な運送条件による要求等公衆の利
便の阻害（貨物自動車運送事業法第２５条第１項）

10 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
４０１０００１０５９５
８４） 代表者和田誠

東京都中央区銀座２丁
目１２－１８

帯広支店
北海道帯広市西
１９条北１丁目
１５－２－１

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第２５条第１項

平成３０年１０月２３日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適
切な請求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。１
件の違反が認められた。（１）不当な運送条件による要求等公衆の利
便の阻害（貨物自動車運送事業法第２５条第１項）

10 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
４０１０００１０５９５
８４） 代表者和田誠

東京都中央区銀座２－
１２－１８

青森支店
青森県青森市大
字野木字野尻３
７－６８５

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第２５条第１項

平成３０年１０月２４日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適
切な請求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施、1件
の違反が認められた。（１）不当な運送条件による要求等公衆の利便
の阻害（貨物自動車運送事業法第２５条第１項）

13 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
４０１０００１０５９５
８４） 代表者和田誠

東京都中央区銀座２－
１２－１８

むつ支店
青森県むつ市若
松町２－７

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第２５条第１項

平成３０年１０月２４日及び３１日、法人顧客向け引越サービスにお
いて、不適切な請求があった事実が報告されたことを端緒として監査
を実施、1件の違反が認められた。（１）不当な運送条件による要求等
公衆の利便の阻害（貨物自動車運送事業法第２５条第１項）

13 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
４０１０００１０５９５
８４） 代表者和田誠

東京都中央区銀座２－
１２－１８

八戸支店
青森県八戸市長
苗代三丁目７－
１

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第２５条第１項

平成３０年１０月２４日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適
切な請求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施、1件
の違反が認められた。（１）不当な運送条件による要求等公衆の利便
の阻害（貨物自動車運送事業法第２５条第１項）

13 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
４０１０００１０５９５
８４） 代表者和田誠

東京都中央区銀座２－
１２－１８

秋田支店
秋田県秋田市御
所野湯本１－１
－５

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第２５条第１項

平成３０年８月以降、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適切な
請求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。事業の
適正な運営が著しく阻害されている事実が認められた。平成３０年１
０月２３日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、1件の違反が
認められた。（１）不当な運送条件による要求等公衆の利便の阻害
（貨物自動車運送事業法第２５条第１項）

13 1



貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
４０１０００１０５９５
８４） 代表者和田誠

東京都中央区銀座２－
１２－１８

盛岡支店
岩手県盛岡市流
通センター北一
丁目３－３

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第２５条第１項

平成３０年１０月２３日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適
切な請求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施、1件
の違反が認められた。（１）不当な運送条件による要求等公衆の利便
の阻害（貨物自動車運送事業法第２５条第１項）

13 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
４０１０００１０５９５
８４） 代表者和田誠

東京都中央区銀座２－
１２－１８

北上支店
岩手県北上市流
通センター６０
１－１１

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第２５条第１項

平成３０年８月以降、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適切な
請求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。事業の
適正な運営が著しく阻害されている事実が認められた。平成３０年１
０月２３日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、1件の違反が
認められた。（１）不当な運送条件による要求等公衆の利便の阻害
（貨物自動車運送事業法第２５条第１項）

13 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
４０１０００１０５９５
８４） 代表者和田誠

東京都中央区銀座２－
１２－１８

仙台支店
宮城県仙台市宮
城野区扇町七丁
目４－２５

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第２５条第１項

平成３０年８月以降、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適切な
請求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。事業の
適正な運営が著しく阻害されている事実が認められた。平成３０年１
０月２日及び１１日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、1件
の違反が認められた。（１）不当な運送条件による要求等公衆の利便
の阻害（貨物自動車運送事業法第２５条第１項）

13 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
４０１０００１０５９５
８４） 代表者和田誠

東京都中央区銀座２－
１２－１８

仙台北支店
宮城県仙台市泉
区明通三丁目３
－１

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第２５条第１項

平成３０年１０月２５日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適
切な請求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施、1件
の違反が認められた。（１）不当な運送条件による要求等公衆の利便
の阻害（貨物自動車運送事業法第２５条第１項）

13 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
４０１０００１０５９５
８４） 代表者和田誠

東京都中央区銀座２－
１２－１８

山形支店
山形県山形市流
通センター二丁
目６－１

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第２５条第１項

平成３０年１０月２６日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適
切な請求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施、1件
の違反が認められた。（１）不当な運送条件による要求等公衆の利便
の阻害（貨物自動車運送事業法第２５条第１項）

13 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
４０１０００１０５９５
８４） 代表者和田誠

東京都中央区銀座２－
１２－１８

庄内支店
山形県鶴岡市宝
田三丁目４－６
４

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第２５条第１項

平成３０年１０月２６日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適
切な請求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施、1件
の違反が認められた。（１）不当な運送条件による要求等公衆の利便
の阻害（貨物自動車運送事業法第２５条第１項）

13 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
４０１０００１０５９５
８４） 代表者和田誠

東京都中央区銀座２－
１２－１８

郡山支店

福島県郡山市喜
久田町卸二丁目
２１－１（２２
－２）

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第２５条第１項

平成３０年８月以降、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適切な
請求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。事業の
適正な運営が著しく阻害されている事実が認められた。平成３０年１
０月２６日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、1件の違反が
認められた。（１）不当な運送条件による要求等公衆の利便の阻害
（貨物自動車運送事業法第２５条第１項）

13 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
４０１０００１０５９５
８４） 代表者和田誠

東京都中央区銀座２－
１２－１８

福島支店
福島県福島市南
矢野目字下菅原
１５－４

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第２５条第１項

平成３０年８月以降、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適切な
請求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。事業の
適正な運営が著しく阻害されている事実が認められた。平成３０年１
０月２６日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、1件の違反が
認められた。（１）不当な運送条件による要求等公衆の利便の阻害
（貨物自動車運送事業法第２５条第１項）

13 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
４０１０００１０５９５
８４） 代表者和田誠

東京都中央区銀座２－
１２－１８

いわき支店
福島県いわき市
平下神谷字御城
６６－１

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第２５条第１項

平成３０年１０月２６日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適
切な請求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施、1件
の違反が認められた。（１）不当な運送条件による要求等公衆の利便
の阻害（貨物自動車運送事業法第２５条第１項）

13 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
４０１０００１０５９５
８４） 代表者和田誠

東京都中央区銀座２－
１２－１８

新潟支店

新潟県新潟市江
南区両川１－１
２０１－１４、
１－３４５４－
４

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第２５条第１項

平成３０年１０月５日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適切
な請求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。。１
件の違反が認められた。（１）不当な運送条件による要求等公衆の利
便の阻害（貨物自動車運送事業法第２５条第１項）

6 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
４０１０００１０５９５
８４） 代表者和田誠

東京都中央区銀座２－
１２－１８

長岡支店
新潟県長岡市新
産２－９－２

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第２５条第１項

平成３０年１０月２２日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適
切な請求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。。
１件の違反が認められた。（１）不当な運送条件による要求等公衆の
利便の阻害（貨物自動車運送事業法第２５条第１項）

6 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
４０１０００１０５９５
８４） 代表者和田誠

東京都中央区銀座２－
１２－１８

長野支店
長野県中野市大
字江部７６８－
２

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第２５条第１項

平成３０年１０月１９日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適
切な請求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。。
１件の違反が認められた。（１）不当な運送条件による要求等公衆の
利便の阻害（貨物自動車運送事業法第２５条第１項）

6 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
４０１０００１０５９５
８４） 代表者和田誠

東京都中央区銀座２－
１２－１８

松本支店
長野県松本市村
井町南２－１０
－４２

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第２５条第１項

平成３０年１０月１８日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適
切な請求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。。
１件の違反が認められた。（１）不当な運送条件による要求等公衆の
利便の阻害（貨物自動車運送事業法第２５条第１項）

6 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
４０１０００１０５９５
８４） 代表者和田誠

東京都中央区銀座２－
１２－１８

富山支店
富山県射水市流
通センター青井
谷１－８－４

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第２５条第１項

平成３０年１０月２４日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適
切な請求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。。
１件の違反が認められた。（１）不当な運送条件による要求等公衆の
利便の阻害（貨物自動車運送事業法第２５条第１項）

6 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
４０１０００１０５９５
８４） 代表者和田誠

東京都中央区銀座２－
１２－１８

金沢支店
石川県金沢市神
野町東１－１

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第２５条第１項

平成３０年１０月２４日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適
切な請求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。。
１件の違反が認められた。（１）不当な運送条件による要求等公衆の
利便の阻害（貨物自動車運送事業法第２５条第１項）

6 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
4010001059584）代表
者和田誠

東京都中央区銀座２丁
目１２－１８

事業改善命令
平成30年8月以降、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適切な請求
があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。事業の適正
な運営が著しく阻害されている事実が認められた。

35

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
4010001059584）代表
者和田誠

東京都中央区銀座２丁
目１２－１８

大宮支店
埼玉県さいたま
市北区日進町３
－５９８－１

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第25条第1項

平成30年10月16日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適切な請
求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。（1）不当な運送条件による要求等公衆の利便の阻害
（貨物自動車運送事業法第25条第1項）

35 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
4010001059584）代表
者和田誠

東京都中央区銀座２丁
目１２－１８

所沢支店
埼玉県所沢市東
所沢和田３－１
４－７

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第25条第1項

平成30年10月16日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適切な請
求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。（1）不当な運送条件による要求等公衆の利便の阻害
（貨物自動車運送事業法第25条第1項）

35 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
4010001059584）代表
者和田誠

東京都中央区銀座２丁
目１２－１８

熊谷支店
埼玉県熊谷市問
屋町２－１－１
３

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第25条第1項

平成30年10月29日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適切な請
求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。（1）不当な運送条件による要求等公衆の利便の阻害
（貨物自動車運送事業法第25条第1項）

35 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
4010001059584）代表
者和田誠

東京都中央区銀座２丁
目１２－１８

横浜支店
神奈川県横浜市
中区新山下３－
７－３１

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第25条第1項

平成30年10月31日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適切な請
求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。（1）不当な運送条件による要求等公衆の利便の阻害
（貨物自動車運送事業法第25条第1項）

35 1



貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
4010001059584）代表
者和田誠

東京都中央区銀座２丁
目１２－１８

横浜西支店
神奈川県横浜市
瀬谷区卸本町９
２７９－６４

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第25条第1項

平成30年10月29日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適切な請
求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。（1）不当な運送条件による要求等公衆の利便の阻害
（貨物自動車運送事業法第25条第1項）

35 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
4010001059584）代表
者和田誠

東京都中央区銀座２丁
目１２－１８

横須賀支店
神奈川県横須賀
市浦郷町５－２
９３１－４５

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第25条第1項

平成30年10月29日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適切な請
求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。（1）不当な運送条件による要求等公衆の利便の阻害
（貨物自動車運送事業法第25条第1項）

35 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
4010001059584）代表
者和田誠

東京都中央区銀座２丁
目１２－１８

厚木支店
神奈川県愛甲郡
愛川町中津４０
７８

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第25条第1項

平成30年10月26日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適切な請
求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。（1）不当な運送条件による要求等公衆の利便の阻害
（貨物自動車運送事業法第25条第1項）

35 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
4010001059584）代表
者和田誠

東京都中央区銀座２丁
目１２－１８

藤沢支店
神奈川県藤沢市
西富字膳棚７２
１－１

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第25条第1項

平成30年10月30日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適切な請
求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。（1）不当な運送条件による要求等公衆の利便の阻害
（貨物自動車運送事業法第25条第1項）

35 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
4010001059584）代表
者和田誠

東京都中央区銀座２丁
目１２－１８

小田原支店

神奈川県足柄上
郡大井町金子字
高堰下１６７０
－１

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第25条第1項

平成30年10月26日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適切な請
求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。（1）不当な運送条件による要求等公衆の利便の阻害
（貨物自動車運送事業法第25条第1項）

35 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
4010001059584）代表
者和田誠

東京都中央区銀座２丁
目１２－１８

相模原支店
東京都町田市森
野６－４２９－
１

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第25条第1項

平成30年10月25日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適切な請
求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。（1）不当な運送条件による要求等公衆の利便の阻害
（貨物自動車運送事業法第25条第1項）

35 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
4010001059584）代表
者和田誠

東京都中央区銀座２丁
目１２－１８

山梨支店
山梨県甲斐市名
取字河原６０９
－１

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第25条第1項

平成30年10月23日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適切な請
求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。（1）不当な運送条件による要求等公衆の利便の阻害
（貨物自動車運送事業法第25条第1項）

35 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
4010001059584）代表
者和田誠

東京都中央区銀座２丁
目１２－１８

草加支店
埼玉県草加市谷
塚仲町３９６－
１

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第25条第1項

平成30年10月16日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適切な請
求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。（1）不当な運送条件による要求等公衆の利便の阻害
（貨物自動車運送事業法第25条第1項）

35 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
4010001059584）代表
者和田誠

東京都中央区銀座２丁
目１２－１８

日立支店
茨城県日立市留
町１０４８

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第25条第1項

平成30年10月22日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適切な請
求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。（1）不当な運送条件による要求等公衆の利便の阻害
（貨物自動車運送事業法第25条第1項）

35 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
4010001059584）代表
者和田誠

東京都中央区銀座２丁
目１２－１８

水戸支店
茨城県水戸市東
赤塚２０８９

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第25条第1項

平成30年10月22日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適切な請
求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。（1）不当な運送条件による要求等公衆の利便の阻害
（貨物自動車運送事業法第25条第1項）

35 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
4010001059584）代表
者和田誠

東京都中央区銀座２丁
目１２－１８

つくば支店
茨城県つくば市
谷田部１６００
－１

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第25条第1項

平成30年10月22日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適切な請
求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。（1）不当な運送条件による要求等公衆の利便の阻害
（貨物自動車運送事業法第25条第1項）

35 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
4010001059584）代表
者和田誠

東京都中央区銀座２丁
目１２－１８

宇都宮支店
栃木県鹿沼市流
通センター８６

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第25条第1項

平成30年10月23日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適切な請
求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。（1）不当な運送条件による要求等公衆の利便の阻害
（貨物自動車運送事業法第25条第1項）

35 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
4010001059584）代表
者和田誠

東京都中央区銀座２丁
目１２－１８

小山支店
栃木県栃木市大
平町富田２３８
９－１

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第25条第1項

平成30年10月24日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適切な請
求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。（1）不当な運送条件による要求等公衆の利便の阻害
（貨物自動車運送事業法第25条第1項）

35 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
4010001059584）代表
者和田誠

東京都中央区銀座２丁
目１２－１８

高崎支店
群馬県高崎市上
滝町字五反畑８
４６－２

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第25条第1項

平成30年10月24日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適切な請
求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。（1）不当な運送条件による要求等公衆の利便の阻害
（貨物自動車運送事業法第25条第1項）

35 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
4010001059584）代表
者和田誠

東京都中央区銀座２丁
目１２－１８

千葉支店
千葉県千葉市稲
毛区園生町３９
３－１

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第25条第1項

平成30年10月31日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適切な請
求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。（1）不当な運送条件による要求等公衆の利便の阻害
（貨物自動車運送事業法第25条第1項）

35 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
4010001059584）代表
者和田誠

東京都中央区銀座２丁
目１２－１８

木更津支店
千葉県木更津市
潮見４－１０－
２

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第25条第1項

平成30年10月25日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適切な請
求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。（1）不当な運送条件による要求等公衆の利便の阻害
（貨物自動車運送事業法第25条第1項）

35 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
4010001059584）代表
者和田誠

東京都中央区銀座２丁
目１２－１８

成田支店

千葉県富里市七
栄字西内野１３
２－１１２、１
１４

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第25条第1項

平成30年10月26日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適切な請
求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。（1）不当な運送条件による要求等公衆の利便の阻害
（貨物自動車運送事業法第25条第1項）

35 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
4010001059584）代表
者和田誠

東京都中央区銀座２丁
目１２－１８

船橋支店
千葉県船橋市海
神町南１－７３
１

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第25条第1項

平成30年8月10日及び同年10月22日、法人顧客向け引越サービスにお
いて、不適切な請求があった事実が報告されたことを端緒として監査
を実施。1件の違反が認められた。（1）不当な運送条件による要求等
公衆の利便の阻害（貨物自動車運送事業法第25条第1項）

35 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
4010001059584）代表
者和田誠

東京都中央区銀座２丁
目１２－１８

柏支店
千葉県柏市風早
１－８－６

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第25条第1項

平成30年10月29日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適切な請
求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。（1）不当な運送条件による要求等公衆の利便の阻害
（貨物自動車運送事業法第25条第1項）

35 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
4010001059584）代表
者和田誠

東京都中央区銀座２丁
目１２－１８

王子支店
埼玉県川口市領
家５－７－１４

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第25条第1項

平成30年10月22日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適切な請
求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。（1）不当な運送条件による要求等公衆の利便の阻害
（貨物自動車運送事業法第25条第1項）

35 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
4010001059584）代表
者和田誠

東京都中央区銀座２丁
目１２－１８

杉並支店
東京都杉並区和
田１－１０－１

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第25条第1項

平成30年10月26日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適切な請
求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。（1）不当な運送条件による要求等公衆の利便の阻害
（貨物自動車運送事業法第25条第1項）

35 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
4010001059584）代表
者和田誠

東京都中央区銀座２丁
目１２－１８

足立支店
東京都足立区加
平３－１５－１
０

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第25条第1項

平成30年10月17日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適切な請
求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。（1）不当な運送条件による要求等公衆の利便の阻害
（貨物自動車運送事業法第25条第1項）

35 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
4010001059584）代表
者和田誠

東京都中央区銀座２丁
目１２－１８

北砂支店
東京都江東区北
砂１－４－７

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第25条第1項

平成30年10月25日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適切な請
求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。（1）不当な運送条件による要求等公衆の利便の阻害
（貨物自動車運送事業法第25条第1項）

35 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
4010001059584）代表
者和田誠

東京都中央区銀座２丁
目１２－１８

世田谷支店
神奈川県川崎市
高津区二子６－
１４－７

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第25条第1項

平成30年10月17日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適切な請
求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。（1）不当な運送条件による要求等公衆の利便の阻害
（貨物自動車運送事業法第25条第1項）

35 1



貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
4010001059584）代表
者和田誠

東京都中央区銀座２丁
目１２－１８

国立支店
東京都府中市四
谷６－５６－３

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第25条第1項

平成30年10月23日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適切な請
求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。（1）不当な運送条件による要求等公衆の利便の阻害
（貨物自動車運送事業法第25条第1項）

35 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
4010001059584）代表
者和田誠

東京都中央区銀座２丁
目１２－１８

八王子支店
東京都八王子市
滝山町２－４８
－１

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第25条第1項

平成30年10月26日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適切な請
求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。（1）不当な運送条件による要求等公衆の利便の阻害
（貨物自動車運送事業法第25条第1項）

35 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
4010001059584）代表
者和田誠

東京都中央区銀座２丁
目１２－１８

調布支店
東京都調布市上
石原１－３５－
１１

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第25条第1項

平成30年10月24日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適切な請
求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。（1）不当な運送条件による要求等公衆の利便の阻害
（貨物自動車運送事業法第25条第1項）

35 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
4010001059584）代表
者和田誠

東京都中央区銀座２丁
目１２－１８

練馬支店
東京都練馬区谷
原５－１３－２
６

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第25条第1項

平成30年10月23日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適切な請
求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。（1）不当な運送条件による要求等公衆の利便の阻害
（貨物自動車運送事業法第25条第1項）

35 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
4010001059584）代表
者和田誠

東京都中央区銀座２丁
目１２－１８

東村山支店
東京都東村山市
恩多町５－４４
－２

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第25条第1項

平成30年10月24日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適切な請
求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。（1）不当な運送条件による要求等公衆の利便の阻害
（貨物自動車運送事業法第25条第1項）

35 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
4010001059584）代表
者和田誠

東京都中央区銀座２丁
目１２－１８

板橋支店
埼玉県朝霞市栄
町５－８－２４

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第25条第1項

平成30年10月22日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適切な請
求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。（1）不当な運送条件による要求等公衆の利便の阻害
（貨物自動車運送事業法第25条第1項）

35 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
4010001059584）代表
者和田誠

東京都中央区銀座２丁
目１２－１８

羽田支店
東京都大田区羽
田旭町１１－１

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第25条第1項

平成30年10月17日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適切な請
求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。（1）不当な運送条件による要求等公衆の利便の阻害
（貨物自動車運送事業法第25条第1項）

35 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
4010001059584） 代
表者社長和田 誠

東京都中央区銀座２－
１２－１８

名古屋北
愛知県一宮市丹
陽町外崎字上川
田２４１

輸送施設の使用停止
（２０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
２５条第１項

平成３０年１０月２日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適切
な請求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。６件
の違反が認められた。（１）公衆の利便の阻害（法第２５条第１
項）、（２）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、（３）健康状態の把
握義務違反（安全規則第３条第６項）、（４）点呼の記録記載不備
（安全規則第７条第５項）、（５）定期点検整備の実施違反（安全規
則第１３条第１号）、（６）車両の整備不良（安全規則第１３条）

14 2

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
4010001059584） 代
表者社長和田 誠

東京都中央区銀座２－
１２－１８

名古屋
愛知県長久手市
長配２丁目１０
０８番地

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
２５条第１項

平成３０年１０月１１日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適
切な請求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。１
件の違反が認められた。（１）公衆の利便の阻害（法第２５条第１
項）

14 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
4010001059584） 代
表者社長和田 誠

東京都中央区銀座２－
１２－１８

沼津
静岡県沼津市小
諏訪９３８－１

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
２５条第１項

平成３０年１０月１１日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適
切な請求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。１
件の違反が認められた。（１）公衆の利便の阻害（法第２５条第１
項）

14 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
4010001059584） 代
表者社長和田 誠

東京都中央区銀座２－
１２－１８

津
三重県津市雲出
本郷町字一ノ割
１８２９番地

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
２５条第１項

平成３０年１０月１１日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適
切な請求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。１
件の違反が認められた。（１）公衆の利便の阻害（法第２５条第１
項）

14 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
4010001059584） 代
表者和田 誠

東京都中央区銀座２－
１２－１８

名古屋南
愛知県名古屋市
港区宝神１丁目
１７８番２

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
２５条第１項

平成３０年１０月１２日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適
切な請求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。１
件の違反が認められた。（１）公衆の利便の阻害（法第２５条第１
項）

14 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
4010001059584） 代
表者和田 誠

東京都中央区銀座２－
１２－１８

福井
福井県福井市和
田東１丁目１７
０５番

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
２５条第１項

平成３０年１０月１２日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適
切な請求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。１
件の違反が認められた。（１）公衆の利便の阻害（法第２５条第１
項）

14 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
4010001059584） 代
表者和田 誠

東京都中央区銀座２－
１２－１８

岐阜
岐阜県羽島郡岐
南町上印食８丁
目１１６番１

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
２５条第１項

平成３０年１０月１２日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適
切な請求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。１
件の違反が認められた。（１）公衆の利便の阻害（法第２５条第１
項）

14 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
4010001059584） 代
表者和田 誠

東京都中央区銀座２－
１２－１８

四日市
三重県四日市市
新正３丁目９５
－２

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
２５条第１項

平成３０年１０月１６日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適
切な請求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。１
件の違反が認められた。（１）公衆の利便の阻害（法第２５条第１
項）

14 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
4010001059584） 代
表者和田 誠

東京都中央区銀座２－
１２－１８

下田

静岡県賀茂郡東
伊豆町稲取字上
林ノ沢３０３１
－２４４

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
２５条第１項

平成３０年１０月１６日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適
切な請求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。１
件の違反が認められた。（１）公衆の利便の阻害（法第２５条第１
項）

14 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
4010001059584） 代
表者和田 誠

東京都中央区銀座２－
１２－１８

豊橋
愛知県豊橋市神
野新田町タノ割
５３番地

事業停止（３日間）
及び輸送施設の使用
停止（１０日車）

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
２５条第１項

平成３０年１０月１６日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適
切な請求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。１
件の違反が認められた。（１）公衆の利便の阻害（法第２５条第１
項）

14 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
4010001059584） 代
表者和田 誠

東京都中央区銀座２－
１２－１８

岡崎
愛知県岡崎市赤
渋町字上池３２
番地１

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
２５条第１項

平成３０年１０月１７日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適
切な請求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。１
件の違反が認められた。（１）公衆の利便の阻害（法第２５条第１
項）

14 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
4010001059584） 代
表者和田 誠

東京都中央区銀座２－
１２－１８

静岡
静岡県静岡市葵
区千代田５－１
３－１５

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
２５条第１項

平成３０年１０月１７日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適
切な請求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。１
件の違反が認められた。（１）公衆の利便の阻害（法第２５条第１
項）

14 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
4010001059584） 代
表者和田 誠

東京都中央区銀座２－
１２－１８

浜松
静岡県浜松市東
区豊町字羽島２
１８１－５

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
２５条第１項

平成３０年１０月１７日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適
切な請求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。１
件の違反が認められた。（１）公衆の利便の阻害（法第２５条第１
項）

14 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
4010001059584 ）代表
者和田誠

東京都中央区銀座２－
１２－１８

    事業改善命令  
平成３０年８月以降、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適切な
請求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。事業の
適正な運営が著しく阻害されている事実が認められた。

15 0

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
4010001059584 ）代表
者和田誠

東京都中央区銀座２－
１２－１８

大阪支店
大阪府大阪市住
之江区柴谷１丁
目２番７０号

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第２５条第１項

平成３０年９月１９日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適切
な請求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。２件
の違反が認められた。（１）不当な運送条件による要求等公衆の利便
の阻害（貨物自動車運送事業法第２５条第１項）、（２）事業計画変
更事前届出違反（各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数違
反）（貨物自動車運送事業法第９条第３項）

15 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
4010001059584 ）代表
者和田誠

東京都中央区銀座２－
１２－１８

南大阪支店
大阪府岸和田市
木材町４－２

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第２５条第１項

平成３０年１０月１２日法人顧客向け引越サービスにおいて、不適切
な請求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。１件
の違反が認められた。（１）不当な運送条件による要求等公衆の利便
の阻害（貨物自動車運送事業法第２５条第１項）

15 1



貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
4010001059584 ）代表
者和田誠

東京都中央区銀座２－
１２－１８

淀川支店
大阪府大阪市東
淀川区西淡路６
－４－１１１

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第２５条第１項

平成３０年９月２０日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適切
な請求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。１件
の違反が認められた。（１）不当な運送条件による要求等公衆の利便
の阻害（貨物自動車運送事業法第２５条第１項）

15 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
4010001059584 ）代表
者和田誠

東京都中央区銀座２－
１２－１８

北大阪支店
大阪府摂津市鳥
飼上２丁目４－
２０

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第２５条第１項

平成３０年１０月１５日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適
切な請求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。１
件の違反が認められた。（１）不当な運送条件による要求等公衆の利
便の阻害（貨物自動車運送事業法第２５条第１項）

15 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
4010001059584 ）代表
者和田誠

東京都中央区銀座２－
１２－１８

東大阪支店
大阪府東大阪市
布市町２丁目１
１２－１

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第２５条第１項

平成３０年１０月１６日、同年１０月２４日、法人顧客向け引越サー
ビスにおいて、不適切な請求があった事実が報告されたことを端緒と
して監査を実施。１件の違反が認められた。（１）不当な運送条件に
よる要求等公衆の利便の阻害（貨物自動車運送事業法第２５条第１
項）

15 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
4010001059584 ）代表
者和田誠

東京都中央区銀座２－
１２－１８

京都支店

京都府京都市南
区上鳥羽仏現寺
町２７－１、３
３

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第２５条第１項

平成３０年１０月１７日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適
切な請求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。１
件の違反が認められた。（１）不当な運送条件による要求等公衆の利
便の阻害（貨物自動車運送事業法第２５条第１項）

15 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
4010001059584 ）代表
者和田誠

東京都中央区銀座２－
１２－１８

京都北支店
京都府京都市西
京区下津林南中
島８７

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第２５条第１項

平成３０年１０月１７日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適
切な請求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。１
件の違反が認められた。（１）不当な運送条件による要求等公衆の利
便の阻害（貨物自動車運送事業法第２５条第１項）

15 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
4010001059584 ）代表
者和田誠

東京都中央区銀座２－
１２－１８

滋賀支店
滋賀県栗東市下
鈎９１７番地の
１

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第２５条第１項

平成３０年１０月１８日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適
切な請求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。１
件の違反が認められた。（１）不当な運送条件による要求等公衆の利
便の阻害（貨物自動車運送事業法第２５条第１項）

15 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
4010001059584 ）代表
者和田誠

東京都中央区銀座２－
１２－１８

奈良支店

奈良県大和郡山
市今国府町１７
２－１、２、１
７３－１

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第２５条第１項

平成３０年１０月１８日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適
切な請求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。１
件の違反が認められた。（１）不当な運送条件による要求等公衆の利
便の阻害（貨物自動車運送事業法第２５条第１項）

15 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
4010001059584 ）代表
者和田誠

東京都中央区銀座２－
１２－１８

和歌山支店
和歌山県和歌山
市岩橋１６３６
番１

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第２５条第１項

平成３０年１０月１８日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適
切な請求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。１
件の違反が認められた。（１）不当な運送条件による要求等公衆の利
便の阻害（貨物自動車運送事業法第２５条第１項）

15 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
4010001059584 ）代表
者和田誠

東京都中央区銀座２－
１２－１８

神戸支店
兵庫県神戸市中
央区港島６丁目
６－２

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第２５条第１項

平成３０年１０月２３日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適
切な請求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。１
件の違反が認められた。（１）不当な運送条件による要求等公衆の利
便の阻害（貨物自動車運送事業法第２５条第１項）

15 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
4010001059584 ）代表
者和田誠

東京都中央区銀座２－
１２－１８

神戸西支店
兵庫県加古郡播
磨町野添城３丁
目４－２６

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第２５条第１項

平成３０年１０月２２日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適
切な請求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。１
件の違反が認められた。（１）不当な運送条件による要求等公衆の利
便の阻害（貨物自動車運送事業法第２５条第１項）

15 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
4010001059584 ）代表
者和田誠

東京都中央区銀座２－
１２－１８

伊丹支店
兵庫県伊丹市中
野東２丁目３６
８番地

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第２５条第１項

平成３０年１０月２４日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適
切な請求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。１
件の違反が認められた。（１）不当な運送条件による要求等公衆の利
便の阻害（貨物自動車運送事業法第２５条第１項）

15 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
4010001059584 ）代表
者和田誠

東京都中央区銀座２－
１２－１８

西大阪支店
兵庫県川西市加
茂６丁目３９番
１

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第２５条第１項

平成３０年１０月２４日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適
切な請求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。１
件の違反が認められた。（１）不当な運送条件による要求等公衆の利
便の阻害（貨物自動車運送事業法第２５条第１項）

15 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
4010001059584 ）代表
者和田誠

東京都中央区銀座２－
１２－１８

姫路支店
兵庫県姫路市白
浜町宇佐崎中２
丁目５８２

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第２５条第１項

平成３０年１０月２４日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適
切な請求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。１
件の違反が認められた。（１）不当な運送条件による要求等公衆の利
便の阻害（貨物自動車運送事業法第２５条第１項）

15 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社法人番号
（４０１０００１０５９
５８４）代表者和田誠

東京都中央区銀座２丁
目１２－１８

事業改善命令
平成３０年８月以降、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適切な
請求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。事業の
適正な運営が著しく阻害されている事実が認められた。

12

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社法人番号
（４０１０００１０５９
５８４）代表者和田誠

東京都中央区銀座２丁
目１２－１８

岡山支店
岡山県岡山市北
区花尻ききょう
町１６－１０９

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第２５条第１項

平成３０年１０月２５日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適
切な請求があった事実が報告されたことを端緒として、監査を実施。
１件の違反が認められた。（１）不当な運送条件による要求等公衆の
利便の阻害（貨物自動車運送事業法第２５条第１項）

12 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社法人番号
（４０１０００１０５９
５８４）代表者和田誠

東京都中央区銀座２丁
目１２－１８

倉敷支店
岡山県倉敷市三
田字八反地２８
１－１

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第２５条第１項

平成３０年１０月２９日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適
切な請求があった事実が報告されたことを端緒として、監査を実施。
１件の違反が認められた。（１）不当な運送条件による要求等公衆の
利便の阻害（貨物自動車運送事業法第２５条第１項）

12 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社法人番号
（４０１０００１０５９
５８４）代表者和田誠

東京都中央区銀座２丁
目１２－１８

東広島支店
広島県東広島市
鏡山３丁目２０
－６

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第２５条第１項

平成３０年１０月２５日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適
切な請求があった事実が報告されたことを端緒として、監査を実施。
１件の違反が認められた。（１）不当な運送条件による要求等公衆の
利便の阻害（貨物自動車運送事業法第２５条第１項）

12 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社法人番号
（４０１０００１０５９
５８４）代表者和田誠

東京都中央区銀座２丁
目１２－１８

広島支店
広島県広島市中
区光南６丁目３
－１３

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第２５条第１項

平成３０年１０月１０日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適
切な請求があった事実が報告されたことを端緒として、監査を実施。
１件の違反が認められた。（１）不当な運送条件による要求等公衆の
利便の阻害（貨物自動車運送事業法第２５条第１項）

12 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社法人番号
（４０１０００１０５９
５８４）代表者和田誠

東京都中央区銀座２丁
目１２－１８

広島西支店
広島県広島市西
区草津港２丁目
７－２

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第２５条第１項

平成３０年１０月２６日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適
切な請求があった事実が報告されたことを端緒として、監査を実施。
１件の違反が認められた。（１）不当な運送条件による要求等公衆の
利便の阻害（貨物自動車運送事業法第２５条第１項）

12 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社法人番号
（４０１０００１０５９
５８４）代表者和田誠

東京都中央区銀座２丁
目１２－１８

福山支店
広島県福山市東
川口町１丁目４
－１

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第２５条第１項

平成３０年１０月２９日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適
切な請求があった事実が報告されたことを端緒として、監査を実施。
１件の違反が認められた。（１）不当な運送条件による要求等公衆の
利便の阻害（貨物自動車運送事業法第２５条第１項）

12 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社法人番号
（４０１０００１０５９
５８４）代表者和田誠

東京都中央区銀座２丁
目１２－１８

山口支店
山口県山口市江
崎２９１０－１

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第２５条第１項

平成３０年１０月２６日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適
切な請求があった事実が報告されたことを端緒として、監査を実施。
１件の違反が認められた。（１）不当な運送条件による要求等公衆の
利便の阻害（貨物自動車運送事業法第２５条第１項）

12 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社法人番号
（４０１０００１０５９
５８４）代表者和田誠

東京都中央区銀座２丁
目１２－１８

周南支店
山口県下松市瑞
穂町４丁目１－
１３

事業停止（３日間）
及び輸送施設の使用
停止（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第２５条第１項

平成３０年１０月２９日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適
切な請求があった事実が報告されたことを端緒として、監査を実施。
１件の違反が認められた。（１）不当な運送条件による要求等公衆の
利便の阻害（貨物自動車運送事業法第２５条第１項）

12 1



貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社法人番号
（４０１０００１０５９
５８４）代表者和田誠

東京都中央区銀座２丁
目１２－１８

鳥取支店
鳥取県鳥取市千
代水３丁目７８

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第２５条第１項

平成３０年１０月２３日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適
切な請求があった事実が報告されたことを端緒として、監査を実施。
１件の違反が認められた。（１）不当な運送条件による要求等公衆の
利便の阻害（貨物自動車運送事業法第２５条第１項）

12 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社法人番号
（４０１０００１０５９
５８４）代表者和田誠

東京都中央区銀座２丁
目１２－１８

米子支店
鳥取県米子市両
三柳８６６－３

輸送施設の使用停止
（２０日車）

貨物自動車運送事業
法第２５条第１項

平成３０年１０月２３日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適
切な請求があった事実が報告されたことを端緒として、監査を実施。
１件の違反が認められた。（１）不当な運送条件による要求等公衆の
利便の阻害（貨物自動車運送事業法第２５条第１項）

12 2

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社法人番号
（４０１０００１０５９
５８４）代表者和田誠

東京都中央区銀座２丁
目１２－１８

松江支店
島根県松江市西
川津町４１８１

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第２５条第１項

平成３０年１０月２４日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適
切な請求があった事実が報告されたことを端緒として、監査を実施。
１件の違反が認められた。（１）不当な運送条件による要求等公衆の
利便の阻害（貨物自動車運送事業法第２５条第１項）

12 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
４０１０００１０５９５
８４） 代表者和田誠

東京都中央区銀座２－
１２－１８

事業改善命令
平成３０年８月以降、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適切な
請求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。事業の
適正な運営が著しく阻害されている事実が認められた。

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
4010001059584)代表者
和田誠

東京都中央区銀座２丁
目１２－１８

高松支店
香川県高松市春
日町字浜免１４
１７－１

事業停止(３日間)及
び輸送施設の使用停
止（10日車）並びに
文書警告

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項、
第２５条第１項

平成30年9月10日、10月22日に法人顧客向け引越サービスにおいて、
不適切な請求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実
施、2件の違反が確認された。(1)不当な運送条件による要求を行い公衆
の利便を阻害したこと（貨物自動車運送事業法第25条第１項）、(2)運
転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと（安全
規則第7条第5項）

5 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
4010001059584)代表者
和田誠

東京都中央区銀座２丁
目１２－１８

徳島支店
徳島県徳島市北
島田町２丁目２
９－１６

輸送施設の使用停止
（10日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項、
第２５条第１項

平成30年10月5日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適切な請求
があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施、3件の違反が
確認された。(1)不当な運送条件による要求を行い公衆の利便を阻害し
たこと（貨物自動車運送事業法第25条第１項）、(2)運転者に対する点
呼が確実になされていなかったこと（安全規則第7条第3項）、(3)運転
者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと（安全規
則第7条第5項）

5 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
4010001059584)代表者
和田誠

東京都中央区銀座２丁
目１２－１８

高知支店
高知県高知市南
新田町４－９

事業停止(７日間)及
び輸送施設の使用停
止（10日車）並びに
文書警告

貨物自動車運送事業
法第１１条、第１７
条第４項、第２５条
第１項

平成30年9月7日、10月22日に法人顧客向け引越サービスにおいて、不
適切な請求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施、3
件の違反が確認された。(1)運送約款等の掲示を行っていなかったこと
（貨物自動車運送事業法第11条）、(2)不当な運送条件による要求を行
い公衆の利便を阻害したこと（貨物自動車運送事業法第25条第１
項）、(3)運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であった
こと（安全規則第7条第5項）

5 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
4010001059584)代表者
和田誠

東京都中央区銀座２丁
目１２－１８

松山支店
愛媛県松山市久
万ノ台５６２－
２

輸送施設の使用停止
（10日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項、
第２５条第１項

平成30年10月11日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適切な請
求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施、3件の違反
が確認された。(1)不当な運送条件による要求を行い公衆の利便を阻害
したこと（貨物自動車運送事業法第25条第１項）、(2)運転者に対する
点呼が確実になされていなかったこと（安全規則第7条第3項）、(3)運
転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと（安全
規則第7条第5項）

5 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
4010001059584)代表者
和田誠

東京都中央区銀座２丁
目１２－１８

東予支店
愛媛県西条市飯
岡３４２５－１

輸送施設の使用停止
（10日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項、
第２５条第１項

平成30年10月12日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適切な請
求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施、2件の違反
が確認された。(1)不当な運送条件による要求を行い公衆の利便を阻害
したこと（貨物自動車運送事業法第25条第１項）、(2)運転者に対する
点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと（安全規則第7条第5
項）

5 1

貨物 2019 1 23

福岡ロジテック株式会社
（法人番号
2290001038802） 代
表者永山浩二

福岡県糟屋郡宇美町井
野229-1

本社営業所
福岡県糟屋郡宇
美町井野229-1

輸送施設の使用停止
（30日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項、法第17
条第4項、法第18条
第1項

平成30年9月25日、監査実施。7件の違反が認められた。(1)運転者台帳
の記載事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第9条の5第1項)、(2)運行管理者の補助者の要件違反（安全規則
第18条第3項）、(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(4)点呼の記
録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(5)乗務時間等の基準の遵守違
反(安全規則第3条第4項)、(6)乗務時間等の基準なお書き違反(安全規則
第3条第4項)、(7)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)

3 3

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
4010001059584） 代
表者和田誠

東京都中央区銀座2-12-
18

事業改善命令
平成30年8月以降、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適切な請求
があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。事業の適正
な運営が著しく阻害されている事実が認められた。

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
4010001059584） 代
表者和田誠

東京都中央区銀座2-12-
18

福岡支店
福岡県福岡市東
区蒲田3-27-30

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第25条第1項

平成30年10月2日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適切な請求
があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。1件の違反が
認められた。(1)不当な運送条件による要求等公衆の利便の阻害違反
（貨物自動車運送事業法第25条第1項）

15 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
4010001059584） 代
表者和田誠

東京都中央区銀座2-12-
18

久留米支店
福岡県久留米市
御井旗崎2-26-12

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第25条第1項

平成30年10月12日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適切な請
求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。(1)不当な運送条件による要求等公衆の利便の阻害違反
（貨物自動車運送事業法第25条第1項）

15 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
4010001059584） 代
表者和田誠

東京都中央区銀座2-12-
18

太宰府支店
福岡県太宰府市
水城2-18-45

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第25条第1項

平成30年10月15日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適切な請
求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。(1)不当な運送条件による要求等公衆の利便の阻害違反
（貨物自動車運送事業法第25条第1項）

15 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
4010001059584） 代
表者和田誠

東京都中央区銀座2-12-
18

福岡西支店
福岡県福岡市西
区拾六町1-18-10

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第25条第1項

平成30年10月16日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適切な請
求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。(1)不当な運送条件による要求等公衆の利便の阻害違反
（貨物自動車運送事業法第25条第1項）

15 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
4010001059584） 代
表者和田誠

東京都中央区銀座2-12-
18

小倉南支店
福岡県京都郡苅
田町港町17-2

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第25条第1項

平成30年10月17日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適切な請
求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。(1)不当な運送条件による要求等公衆の利便の阻害違反
（貨物自動車運送事業法第25条第1項）

15 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
4010001059584） 代
表者和田誠

東京都中央区銀座2-12-
18

北九州支店
福岡県北九州市
小倉北区西港町
84-1

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第25条第1項

平成30年10月18日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適切な請
求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。(1)不当な運送条件による要求等公衆の利便の阻害違反
（貨物自動車運送事業法第25条第1項）

15 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
4010001059584） 代
表者和田誠

東京都中央区銀座2-12-
18

佐賀支店
佐賀県佐賀市鍋
島3-6-1

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第25条第1項

平成30年10月19日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適切な請
求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。(1)不当な運送条件による要求等公衆の利便の阻害違反
（貨物自動車運送事業法第25条第1項）

15 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
4010001059584） 代
表者和田誠

東京都中央区銀座2-12-
18

佐世保支店
長崎県佐世保市
棚方町280-3

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第25条第1項

平成30年10月22日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適切な請
求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。(1)不当な運送条件による要求等公衆の利便の阻害違反
（貨物自動車運送事業法第25条第1項）

15 1



貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
4010001059584） 代
表者和田誠

東京都中央区銀座2-12-
18

長崎支店
長崎県西彼杵郡
長与町高田郷
3441-1

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第25条第1項

平成30年10月12日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適切な請
求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。(1)不当な運送条件による要求等公衆の利便の阻害違反
（貨物自動車運送事業法第25条第1項）

15 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
4010001059584） 代
表者和田誠

東京都中央区銀座2-12-
18

熊本支店
熊本県熊本市東
区小山3-2-25

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第25条第1項

平成30年10月22日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適切な請
求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。(1)不当な運送条件による要求等公衆の利便の阻害違反
（貨物自動車運送事業法第25条第1項）

15 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
4010001059584） 代
表者和田誠

東京都中央区銀座2-12-
18

大分支店
大分県大分市青
崎2-5-24

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第25条第1項

平成30年10月15日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適切な請
求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。(1)不当な運送条件による要求等公衆の利便の阻害違反
（貨物自動車運送事業法第25条第1項）

15 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
4010001059584） 代
表者和田誠

東京都中央区銀座2-12-
18

宮崎支店
宮崎県宮崎市小
戸町98

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第25条第1項

平成30年10月16日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適切な請
求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。(1)不当な運送条件による要求等公衆の利便の阻害違反
（貨物自動車運送事業法第25条第1項）

15 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
4010001059584） 代
表者和田誠

東京都中央区銀座2-12-
18

延岡支店
宮崎県延岡市別
府町3124-1

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第25条第1項

平成30年10月17日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適切な請
求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。(1)不当な運送条件による要求等公衆の利便の阻害違反
（貨物自動車運送事業法第25条第1項）

15 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
4010001059584） 代
表者和田誠

東京都中央区銀座2-12-
18

鹿児島支店
鹿児島県鹿児島
市宇宿2-5-15

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第25条第1項

平成30年10月18日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適切な請
求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。(1)不当な運送条件による要求等公衆の利便の阻害違反
（貨物自動車運送事業法第25条第1項）

15 1

貨物 2019 1 23

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
4010001059584） 代
表者和田誠

東京都中央区銀座2-12-
18

姶良支店
鹿児島県姶良市
平松3417-5

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第25条第1項

平成30年10月19日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適切な請
求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。(1)不当な運送条件による要求等公衆の利便の阻害違反
（貨物自動車運送事業法第25条第1項）

15 1

貨物 2019 1 23

株式会社シーエヌシー
（法人番号
9180001048450）代表
取締役服部桂治

愛知県名古屋市中川区
清船町４丁目１番１３

本社
愛知県名古屋市
中川区清船町４
丁目１番１３

輸送施設の使用停止
（４０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第４項

平成３０年１０月１１日、監査方針に基づいて監査実施。５件の違反
が認められた。（１）事業計画変更認可違反【車庫】（法第９条第１
項）、（２）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、（３）健康状態の把
握義務違反（安全規則第３条第６項）、（４）点呼の記録記載不備
（安全規則第７条第５項）、（５）特定の運転者に対する適性診断受
診義務違反（安全規則第１０条第２項）

4 4

貨物 2019 1 23
有限会社三基（法人番号
2190002020240 ） 代
表取締役谷口浩通

三重県四日市市大井手
１丁目１－３６

本社
三重県四日市市
大井手１丁目１
番３６号

輸送施設の使用停止
（９０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第４項

平成３０年８月８日、関係機関からの通報を端緒として監査実施。１
０件の違反が認められた。（１）事業計画変更認可違反【車庫】（法
第９条第１項）、（２）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、（３）点
呼の実施義務違反（安全規則第７条第１項及び第２項）、（４）点呼
の記録記載不備（安全規則第７条第５項）、（５）点呼の記録不実記
載（安全規則第７条第５項）、（６）運行記録計による記録義務違反
（安全規則第９条）、（７）運行指示書の作成・指示・携行義務違反
（安全規則第９条の３第１項）、（８）運転者台帳の記載不備（安全
規則第９条の５第１項）、（９）輸送の安全にかかわる情報の公表違
反（法第２４条の３）、（１０）報告義務違反（法第６０条第１項）

9 9

貨物 2019 1 23
株式会社蟹江運送店（法
人番号6180001096808
） 代表取締役服部昌樹

愛知県海部郡蟹江町大
字新千秋字後西２６－
１０

本社

愛知県海部郡蟹
江町大字新千秋
字後西２６－１
１

輸送施設の使用停止
（１０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年１０月１５日、監査方針に基づいて監査実施。４件の違反
が認められた。（１）点呼の記録記載不備（貨物自動車運送事業輸送
安全規則（以下「安全規則」）第７条第５項）、（２）乗務等の記録
記載不備（安全規則第８条）、（３）特定の運転者に対する適性診断
受診義務違反（安全規則第１０条第２項）、（４）定期点検整備の実
施違反（安全規則第１３条第１号）

1 1

タクシー 2019 1 23

駒姫タクシー株式会社
（法人番号
3120001030650）代表
者藤原大

大阪府大阪市住之江区
東加賀屋１丁目１２番
２３号

本社

大阪府大阪市住
之江区東加賀屋
１丁目１２番２
３号

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

公安委員会からの道路交通法第１０８条の３４の規定に基づく通知件
数（放置駐車違反）が過去１年以内に３件に達した。（１）運転者に
対する指導監督義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１
項）

6 0

タクシー 2019 1 23

相互タクシー株式会社
（法人番号
8120001015341）代表
者小野幸親

大阪府大阪市城東区関
目１丁目５番３号

豊中支社
大阪府豊中市箕
輪２丁目１４番
３０号

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

公安委員会からの道路交通法第１０８条の３４の規定に基づく通知件
数（放置駐車違反）が過去１年以内に３件に達した。（１）運転者に
対する指導監督義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１
項）

5 0

タクシー 2019 1 23

日本タクシー株式会社
（法人番号
8120001001390）代表
者坂本栄二

大阪府大阪市旭区赤川
１丁目１０番２１号

本社
大阪府大阪市旭
区赤川１丁目１
０番２１号

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

公安委員会からの道路交通法第１０８条の３４の規定に基づく通知件
数（最高速度違反）が過去１年以内に３件に達した。（１）運転者に
対する指導監督義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１
項）

0 0

タクシー 2019 1 23
米運交通株式会社（法人
番号2120001156620）
代表者森岡一喜

大阪府守口市佐太東町
１丁目３番３号

本社
大阪府守口市佐
太東町１丁目３
番３号

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

公安委員会からの道路交通法第１０８条の３４の規定に基づく通知件
数（放置駐車違反）が過去１年以内に３件に達した。（１）運転者に
対する指導監督義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１
項）

0 0

タクシー 2019 1 23

優光タクシー株式会社
（法人番号
1120101007641）代表
者福田充宏

大阪府堺市中区深井北
町６３０番地の１

本社
大阪府堺市中区
深井北町６３０
番地の１

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

公安委員会からの道路交通法第１０８条の３４の規定に基づく通知件
数（放置駐車違反）が過去１年以内に３件に達した。（１）運転者に
対する指導監督義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１
項）

1 0

タクシー 2019 1 23
タックン株式会社(法人
番号9120001098047)代
表者谷内隆哲

大阪府大阪市城東区今
福東１丁目９番３７号

本社
大阪府大阪市城
東区今福東１丁
目９－３７

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

公安委員会からの道路交通法第１０８条の３４の規定に基づく通知件
数（駐停車違反）が過去１年以内に３件に達した。（１）運転者に対
する指導監督義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１
項）

1 0

タクシー 2019 1 23
珊瑚交通株式会社（法人
番号9120001159212）
代表者山根成尊

大阪府門真市沖町２９
番地２号

本社
大阪府門真市沖
町２９－５

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

公安委員会からの道路交通法第１０８条の３４の規定に基づく通知件
数（駐停車違反）が過去１年以内に３件に達した。（１）運転者に対
する指導監督義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条１項）

3 0

タクシー 2019 1 23
株式会社ＧＴ(法人番号
6122001024613)代表者
中村一人

大阪府東大阪市長田東
４丁目５－３０

守口
大阪府守口市淀
江町４番１７

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

公安委員会からの道路交通法第１０８条の３４の規定に基づく通知件
数（駐停車違反）が過去１年以内に３件に達した。（１）運転者に対
する指導監督義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条１項）

7 0

貨物 2019 1 24

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
４０１０００１０５９５
８４） 代表者和田誠

東京都中央区銀座２丁
目１２－１８

釧路支店
北海道釧路市星
が浦大通５丁目
１－７

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第２５条第１項

平成３０年１０月２４日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適
切な請求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。１
件の違反が認められた。（１）不当な運送条件による要求等公衆の利
便の阻害（貨物自動車運送事業法第２５条第１項）

10 1

貨物 2019 1 24

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
４０１０００１０５９５
８４） 代表者和田誠

東京都中央区銀座２丁
目１２－１８

北見支店
北海道北見市柏
陽町２８－１、
２８－４

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第２５条第１項

平成３０年１０月２４日、法人顧客向け引越サービスにおいて、不適
切な請求があった事実が報告されたことを端緒として監査を実施。１
件の違反が認められた。（１）不当な運送条件による要求等公衆の利
便の阻害（貨物自動車運送事業法第２５条第１項）

10 1

貸切バス 2019 1 24

佐沼交通株式会社（法人
番号７３７０４０１００
０７０４） 代表者大畑
好司

宮城県登米市迫町佐沼
字萩洗二丁目９番地５

本社営業所
宮城県登米市迫
町佐沼字萩洗二
丁目９番地５

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

平成３０年１２月６日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、1
件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督の記録義務違
反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１項）

0 0



貨物 2019 1 25
国光運輸株式会社（法人
番号2080401021057）
代表取締役佐藤英司

静岡県磐田市掛塚１７
７１－１

本社
静岡県磐田市大
中瀬９２３

輸送施設の使用停止
（１３５日車）及び
文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第４項

平成３０年１０月５日、関係機関からの情報を端緒として監査実施。
７件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、
（２）健康状態の把握義務違反（安全規則第３条第６項）、（３）特
定の運転者に対する指導監督違反（安全規則第１０条第２項）、
（４）特定の運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第１０
条第２項）、（５）定期点検整備の実施違反（安全規則第１３条第１
号）、（６）報告義務違反（法第６０条第１項）、（７）車体表示義
務違反（道路運送法第９５条）

14 14

貨物 2019 1 25

鹿屋ダイキュー運輸株式
会社（法人番号
3340001013864） 代
表者山田博文

鹿児島県鹿屋市永野田
町750-17

本社営業所
鹿児島県鹿屋市
永野田町750-17

輸送施設の使用停止
（90日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項、法第17
条第4項、法第25条
第2項、法第60条第
1項、道路運送車両
法第52条

平成30年8月10日、監査実施。14件の違反が認められた。(1)疾病、疲
労等のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安
全規則」）第3条第6項)、(2)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第
5項)、(3)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(4)運行記録計
による記録義務違反(安全規則第9条)、(5)運転者台帳の記載事項義務違
反(安全規則第9条の5第1項)、(6)運転者台帳の保存義務違反(安全規則
第9条の5第2項)、(7)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1
項)、(8)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反
(安全規則第10条第1項)、(9)特定運転者に対する特別な指導監督違反
(安全規則第10条第2項)、（10）特定運転者に対する適性診断受診義務
違反(安全規則第10条第2項)、（11）整備管理者の選任(変更)未届出違
反(安全規則第13条、道路運送車両法第52条)、(12)運行管理者の講習受
講義務違反(安全規則第23条第1項)、（13）事業の健全な発達阻害行為
（社会保険未加入）(貨物自動車運送事業法(以下「法」)第25条第2
項)、(14)報告義務違反(法第60条第1項)

9 9

タクシー 2019 1 25

有限会社ピー・エィチ・
エス（法人番号４３７０
３０２００１９３６）
代表者渡邊俊雄

宮城県石巻市丸井戸三
丁目３番地８号

本社営業所
宮城県石巻市丸
井戸三丁目６１

輸送施設の使用停止
（２０日車）及び文
書警告

道路運送法第２７条
第３項

平成３０年６月２６日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実
施した結果、4件の違反が認められた。（１）乗務員台帳の作成義務違
反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第３７条第１
項）、（２）運転者に対する指導監督義務違反（運輸規則第３８条第
１項）、（３）高齢運転者に対する特別な指導義務違反（運輸規則第
３８条第２項）、（４）高齢運転者に対する適性診断受診義務違反
（運輸規則第３８条第２項）

2 2

タクシー 2019 1 25

大阪合同交通株式会社
（法人番号
8120001053341）代表
者園村一郎

大阪府大阪市東淀川区
菅原４丁目１０番４号

本社
大阪府大阪市東
淀川区菅原４丁
目１０番４号

輸送施設の使用停止
（４８日車）

道路運送法第１３条
平成３０年１０月３日、大阪運輸支局において苦情を端緒に調査を実
施。１件の違反が認められた。（１）運送引受義務違反（道路運送法
第１３条）

5 5

タクシー 2019 1 25

ワンコイン八尾株式会社
（法人番号
9122001022192）代表
者大石益沢

大阪府八尾市垣内１丁
目５４番地

本社
大阪府八尾市垣
内１丁目５４番
地

輸送施設の使用停止
（４８日車）

道路運送法第１３条
平成３０年１１月１３日、近畿運輸局において苦情を端緒に調査を実
施。１件の違反が認められた。（１）運送引受義務違反（道路運送法
第１３条）

7 5

タクシー 2019 1 25
大和交通株式会社（法人
番号9150001001346）
代表者北浦康充

奈良県奈良市肘塚町８
－８

本社
奈良県奈良市肘
塚町８－８

輸送施設の使用停止
（３３日車）

道路運送法第１３条
平成３０年７月３０日、奈良運輸支局において苦情を端緒に調査を実
施。１件の違反が認められた。（１）運送引受義務違反（道路運送法
第１３条）

7 4

乗合バス 2019 1 25
南海バス株式会社（法人
番号4120001098852）
代表者桝元政明

大阪府大阪市中央区難
波５丁目１番６０号

空港営業所
大阪府泉佐野市
泉州空港北１番
地

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

平成３０年１０月２４日、法令違反の疑いを端緒に監査を実施。１件
の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督義務違反（旅客
自動車運送事業運輸規則第３８条第１項）

0 0

乗合バス 2019 1 25

関西空港交通株式会社
（法人番号
7120101039588）代表
者中谷靖

大阪府泉佐野市りんく
う往来北２番地の１２

空港支所
大阪府泉南郡田
尻町泉州空港中
１番地

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

平成３０年１０月２４日、法令違反の疑いを端緒に監査を実施。１件
の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督義務違反（旅客
自動車運送事業運輸規則第３８条第１項）

0 0

貸切バス 2019 1 25

株式会社ＮＡＳＨ ＯＳ
Ａ（法人番号
2120001206615）代表
者井上敬祐

大阪府大阪市北区大淀
中１丁目１６－１４

本社
大阪府大阪市北
区大淀中１丁目
１６ー１４

文書警告（処分日車
数４０日車のため、
一般貸切旅客自動車
運送事業者に対する
行政処分等の基準
３．（６）による）

道路運送法第２７条
第３項

平成３０年１１月３０日及び同年１２月１１日、新規許可を端緒に監
査を実施。２件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守
違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下、「運輸規則」）第２１条
第１項）、（２）健康状態の把握義務違反（運輸規則第２１条第５
項）

4 4

貸切バス 2019 1 25

佳暉ＮＥＸＡＳ株式会社
（法人番号
3120001193547）代表
者鄭瀟

大阪府泉南市新家４５
２９－１

本社
大阪府泉南市新
家４５２９－１

文書警告（処分日車
数４０日車のため、
一般貸切旅客自動車
運送事業者に対する
行政処分等の基準
３．（６）による）

道路運送法第２７条
第３項

平成３０年１１月２０日、法令違反の疑いを端緒に監査を実施。２件
の違反が認められた。（１）点呼の記載事項義務違反（旅客自動車運
送事業運輸規則（以下、「運輸規則」）第２４条第５項）、（２）運
行記録計による記録義務違反（運輸規則第２６条第１項）

12 4

貸切バス 2019 1 25

株式会社国分観光バス
（法人番号
2340001007248） 代
表者藤田喜作

鹿児島県霧島市隼人町
真孝2300-18

本社営業所
鹿児島県霧島市
隼人町真孝2300-
18

事業停止（95日
間）、文書警告

道路運送法（以下
「法」）第9条の2第
1項、法第12条第1
項、法第16条第1
項、法第27条第3
項、法第95条

平成30年2月22日、監査実施。21件の違反が認められた。(1)運賃料金
事前届出、運賃料金変更事前届出違反（道路運送法（以下「法」）第9
条の2第1項）、(2)運送約款の掲示義務違反（法第12条第1項）、(3)事
業計画(配置車両数)に定める業務の確保違反（法第16条第1項）、(4)乗
務時間等の基準の遵守違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運
輸規則」）第21条第1項）、(5)運行に関する状況把握等の体制整備違
反（運輸規則第21条の2）、(6)交替運転者の配置義務違反（運輸規則
第21条第6項）、(7)疾病、疲労等のおそれのある乗務（運輸規則第21
条第5項）、(8)点呼の実施義務違反（運輸規則第24条）、(9)点呼の記
録又は点呼の記録保存違反（運輸規則第24条第5項）、(10)点呼の記録
事項義務違反（運輸規則第24条第5項）、(11)乗務等の記録事項義務違
反（運輸規則第25条）、(12)運行記録計による記録又は運行記録計に
よる記録保存違反（運輸規則第26条第1項）、(13)運行指示書の記載事
項義務違反（運輸規則第28条の2第1項）、(14)運送引受書の記載事項
不備違反（運輸規則第7条の2第1項）、(15)運送引受書の写しの保存義
務違反 （運輸規則第7条の2第2項）、(16)乗務員台帳の作成義務違反
（運輸規則第37条第1項）、(17)乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸
規則第37条第1項）、(18)運転者に対する指導監督違反（運輸規則第38
条第1項）、(19)特定運転者に対する特別な指導監督違反（運輸規則第
38条第2項）、(20)特定運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規
則第38条第2項）、(21)自動車に関する表示義務違反（法第95条）

68 57

貨物 2019 1 28
有限会社ユウカミ（法人
番号6210002008601）
代表取締役勇上秀昭

福井県坂井市丸岡町羽
崎第２２号２番地２２

春江
福井県福井市石
盛町４１１番地

輸送施設の使用停止
（６０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項及
び第４項

平成３０年６月２１日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として監
査実施。９件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第
４項）、（２）点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１項及び第２
項並びに第３項）、（３）乗務等の記録記載不備（安全規則第８
条）、（４）乗務等の記録義務違反（安全規則第８条）、（５）運行
記録計による記録義務違反（安全規則第９条）、（６）運転者に対す
る指導監督違反（安全規則第１０条第１項）、（７）運転者に対する
指導監督の記録違反（安全規則第１０条第１項）、（８）特定の運転
者に対する指導監督違反（安全規則第１０条第２項）、（９）特定の
運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第１０条第２項）

14 6



貨物 2019 1 28
丸庄幸運有限会社（法人
番号5080002018037）
取締役黒田日出子

静岡県藤枝市駅前３－
１７－２５

本社
静岡県藤枝市駅
前３－１７－２
５

輸送施設の使用停止
（９０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項及
び第４項

平成３０年１０月１６日、関係機関からの情報を端緒として監査実
施。６件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４
項）、（２）健康状態の把握義務違反（安全規則第３条第６項）、
（３）点呼の記録義務違反（安全規則第７条第５項）、（４）運行指
示書の作成・指示・携行義務違反（安全規則第９条の３第１項及び第
２項並びに第３項）、（５）特定の運転者に対する指導監督違反（安
全規則第１０条第２項）、（６）特定の運転者に対する適性診断受診
義務違反（安全規則第１０条第２項）

9 9

貨物 2019 1 28
水間急配株式会社（法人
番号3120001031723）
代表者横田隆三

大阪府大阪市住之江区
南港東３丁目２番４０
号

南港物流セ
ンター

大阪府大阪市住
之江区南港東３
－２－４０

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年３月１２日、死亡事故を引き起こしたことを端緒に監査を
実施。８件の違反が認められた。（１）健康状態の把握義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第３条第６項）、（２）点呼の記録事
項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第５項）、（３）乗
務等の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第８条）、
（４）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第８
条）、（５）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第９条）、（６）運転者に対する指導監督違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第１０条第１項）、（７）運転者に対する指
導監督の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第
１項）、（８）高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第１０条第２項）

3 1

貨物 2019 1 28

株式会社タカエキスプレ
ス（法人番号
7120102007123）代表
者山本貴由

大阪府堺市中区土師町
４丁５－２５

本社
大阪府堺市中区
土師町４丁５－
２５

輸送施設の使用停止
（４０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項

平成３０年２月２７日及び同年３月２０日、死亡事故を引き起こした
ことを端緒に監査を実施。６件の違反が認められた。（１）乗務時間
等の告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第４
項）、（２）乗務時間等告示なお書きの遵守違反（一運行の勤務時
間）（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第４項）、（３）点呼
の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条）、（４）
点呼の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第５
項）、（５）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第９条）、（６）運転者に対する指導監督違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第１０条第１項）

4 4

貨物 2019 1 28

有限会社トラストライン
（法人番号
5122002012824）代表
者小椋弘志

大阪府大東市南津の辺
町２３番３５号

兵庫
兵庫県加古郡稲
美町六分一１３
５０番地

文書警告
貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

公安委員会からの道路交通法１０８条の３４の規定に基づく通知件数
（最高速度違反）が過去一年以内に３件に達した。（運転者の指導監
督義務違反 貨物運送事業輸送安全規則第１０条第１項）

0 0

貨物 2019 1 28
大栄環境株式会社（法人
番号6120101041611）
代表者金子文雄

兵庫県神戸市東灘区向
洋町東２丁目２番地の
３

神戸
兵庫県神戸市東
灘区向洋町東２
丁目２番地の３

文書警告
貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

公安委員会からの道路交通法１０８条の３４の規定に基づく通知件数
（その他違反）が過去一年以内に３件に達した。（運転者の指導監督
義務違反 貨物運送事業輸送安全規則第１０条第１項）

0 0

貨物 2019 1 28
株式会社太陽商会（法人
番号6140001001911）
代表者瀬村人士

兵庫県神戸市東灘区深
江浜町１３８

本社
兵庫県神戸市東
灘区深江浜町１
３８

文書警告
貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

公安委員会からの道路交通法１０８条の３４の規定に基づく通知件数
（その他違反）が過去一年以内に３件に達した。（運転者の指導監督
義務違反 貨物運送事業輸送安全規則第１０条第１項）

0 0

貨物 2019 1 28

ヤマト運輸株式会社（法
人番号
1010001092605） 代
表者長尾裕

東京都中央区銀座2-16-
10

佐賀西支店
佐賀県佐賀市嘉
瀬町大字萩野
507-1

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

平成31年1月16日、監査実施。2件の違反が認められた。(1)運転者台帳
の記載事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第9条の5第1項)、(2)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10
条第1項)

0 0

貨物 2019 1 28
有限会社岡丸運輸（法人
番号6290002037485）
代表者岡秀樹

福岡県糟屋郡粕屋町大
字大隈82-1

本社営業所
福岡県糟屋郡粕
屋町大字大隈82-
1

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

平成30年11月27日、監査実施。4件の違反が認められた。(1)運転者台
帳の記載事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全
規則」）第9条の5第1項)、(2)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5
項)、(3)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(4)事故の記
録事項義務違反(安全規則第9条の2)

0 0

貸切バス 2019 1 28

ユウベル株式会社法人番
号（９２４０００１０３
２０７６）代表者上田利
道

広島県福山市春日町６
丁目３１－１

本社営業所
広島県福山市引
野町３丁目１３
－２４

文書警告（処分日車
数１０日車のため、
一般貸切旅客自動車
運送事業者に対する
行政処分等の基準
３．（６）による）

道路運送法第２７条
第３項

継続監視の監査対象として、平成３０年１１月２９日に監査を実施。
１件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１項）

15 1

貨物 2019 1 29

株式会社ＪＲＣトランス
ポート（法人番号
5040001035689）代表
者問可大門

千葉県松戸市古ケ崎４
－３４７１

八王子
（旧：多
摩）

東京都八王子市
大塚４１８－２
－１（旧：東京
都多摩市和田４
１３－１）

輸送施設の使用停止
（90日車）

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成29年11月14日、同年
11月29日及び同年12月5日、監査を実施。11件の違反が認められた。
（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
3条第4項）、（2）健康状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第6項）、（3）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第7条）、（4）乗務等の記録事項義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（5）運転者に対する指導監
督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（6）初任
運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第2項）、（7）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第23条第1項）、（8）運行管理補助者の要件
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項）、（9）事業計
画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、（10）事業
計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）、（11）事業
の健全な発達を阻害する競争のうち社会保険等に未加入のもの（貨物
自動車運送事業法第25条第2項）

27 9

貨物 2019 1 29

株式会社リョウエイ物流
（法人番号
6011401006884）代表
者砂永篤志

東京都板橋区徳丸６－
７－８

熊谷
埼玉県深谷市折
之口１８３１－
１

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平成30年5月
11日、監査を実施。6件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の
遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）健康
状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6
項）、（3）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第7条）、（4）運行指示書による作成義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条の3）、（5）運転者に対する指導監督違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（6）初任運転者に対する
適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項）

4 4

貨物 2019 1 29
株式会社ニルス（法人番
号9030001090327）代
表者小船敏郎

埼玉県飯能市大字岩渕
４９７－７

本社
埼玉県越谷市川
柳町１－２７８
－３

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第15条

無免許運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平成30年5
月29日、監査を実施。5件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示
の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）点
呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、
（3）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第10条第1項）、（4）整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第15条）、（5）報告義務違反（貨物自動車運送事
業報告規則第2条）

1 1



貨物 2019 1 29

有限会社ロジスティック
スナカムラ（法人番号
5020002077179）代表
者中村清隆

神奈川県横浜市鶴見区
矢向２－７－６

本社
神奈川県横浜市
鶴見区矢向２－
７－６

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年6月14日及び同年
7月25日、監査を実施。6件の違反が認められた。（1）健康状態の把握
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（2）点呼
の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（3）乗
務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1
項）、（4）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第1項）、（5）初任運転者に対する適性診断受診義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（6）定期点検
整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条）

4 4

貨物 2019 1 29
株式会社藤木興業（法人
番号2020001046492）
代表者三田良貴

神奈川県横浜市中区新
山下１－１５－１１

本社
神奈川県横浜市
中区新山下１－
１５－１１

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、平成30年6月28日、監査
を実施。6件の違反が認められた。（1）健康状態の把握義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（2）点呼の実施義務違
反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（3）運転者に対す
る指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、
（4）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13
条）、（5）運行管理者の選任（解任）未届出違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第19条）、（6）報告義務違反（貨物自動車運送事業報
告規則第2条）

2 2

貨物 2019 1 29
有限会社小堀商事（法人
番号5050002032081）
代表者小堀智由

茨城県高萩市下手綱１
２５０－７

本社
茨城県高萩市下
手綱字小塙１２
５０－７

輸送施設の使用停止
（230日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第5項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平成30年8月
10日、監査を実施。9件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の
遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）点呼
の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（3）点
呼の記録の改ざん・不実記載違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第7条第5項）、（4）乗務等の記録の改ざん・不実記載違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（5）運行記録計による記録義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（6）運行記録計
による記録の改ざん・不実記録違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第9条）、（7）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第1項）、（8）事業計画の変更認可違反（貨物
自動車運送事業法第9条第1項）、（9）事業計画事前届出違反（貨物自
動車運送事業法第9条第3項）

23 23

貨物 2019 1 29
有限会社翔通商（法人番
号5030002029708）代
表者木下博之

埼玉県所沢市三ヶ島５
－１４９７

本社

埼玉県入間市豊
岡１－４－３０
キャッスルマン
ション入間駅前
６０２（旧：埼
玉県飯能市双柳
２２６－１）

輸送施設の使用停止
（90日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

過積載運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平成30年6
月6日及び同年6月7日、監査を実施。10件の違反が認められた。（1）
健康状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6
項）、（2）過積載運送（貨物自動車運送事業法第17条第3項）、（3）
点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、
（4）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第10条第1項）、（5）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（6）点検整備記録簿
の保存義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条）、（7）整
備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第15
条）、（8）運行管理補助者の要件違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第18条第3項）、（9）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送
事業法第9条第1項）、（10）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告
規則第2条）

9 9

貨物 2019 1 29

株式会社ワコー運輸（法
人番号
4020001058643）代表
者草野和大

神奈川県横浜市港北区
樽町４－１６－１４－
５

本社
神奈川県横浜市
港北区樽町４－
７－１１

輸送施設の使用停止
（230日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第13条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年6月19日及び同年
9月28日、監査を実施。12件の違反が認められた。（1）健康状態の把
握義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（2）点
呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、
（3）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
8条第1項）、（4）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第1項）、（5）高齢運転者に対する指導監督違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（6）初任・高
齢運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第2項）、（7）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第13条）、（8）点検整備記録簿の保存義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条）、（9）運行管理者の講習
受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項）、
（10）運行管理補助者の要件違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第18条第3項）、（11）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業
法第9条第1項）、（12）事業計画事後届出違反（貨物自動車運送事業
法第9条第3項）

23 23

貨物 2019 1 29

サンコー物流株式会社
（法人番号
4040001062651）代表
者田澤一宏

千葉県山武郡横芝光町
北清水１３７１－２

本社
千葉県山武郡横
芝光町北清水１
３７１－１

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第5項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平成30年5月
22日、監査を実施。5件の違反が認められた。（1）点呼の記録事項義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）、（2）乗務等
の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1
項）、（3）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第1項）、（4）初任運転者に対する適性診断受診義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（5）事業計
画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）

0 0

貨物 2019 1 29

株式会社丸運ロジスティ
クス関東（法人番号
8010401015753）代表
者塚野秀之

東京都江東区東雲２－
５－２５

野田
千葉県野田市船
形字上原四１６
５０－１

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

法令違反の疑いがあることを端緒として、平成30年9月13日、監査を実
施。2件の違反が認められた。（1）運転者に対する指導監督違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（2）初任運転者に対
する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、

0 0

貨物 2019 1 29

テクノ物流倉庫株式会社
（法人番号
3122001013734）代表
者西村英道

大阪府東大阪市箕輪３
丁目４番２０号

本社
大阪府東大阪市
箕輪３丁目４番
２０号

輸送施設の使用停止
（４０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年１月１６日、同年２月１９日及び同年３月２８日、関係機
関からの情報を端緒に監査を実施。３件の違反が認められた。（１）
健康状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第
６項）、（２）定期点検整備の実施違反（３ヶ月点検）（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第１３条、道路運送車両法第４８条）、（３）
運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
２３条第１項）

4 4

貸切バス 2019 1 29

アルモニア株式会社（法
人番号：
5011301016555） 代
表者 小原和浩

東京都杉並区永福4-13-
1

本社営業所
東京都杉並区永
福4-13-1

文書警告（処分日車
数２０日車のため、
一般貸切旅客自動車
運送事業者に対する
行政処分等の基準
３．（６）による）

道路運送法第15条第
1項

平成30年7月26日、新規許可を受けたことを端緒に監査を実施。4件の
違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(道路運送法第15条第1
項)､(2)疾病のおそれのある乗務(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運
輸規則｣)第21条第5項)､(3)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5
項)､(4)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)

2 2

貸切バス 2019 1 29

ネクストロード株式会社
（法人番号：
9030001110126） 代
表者 鈴木淳二

埼玉県入間郡毛呂山町
大字市場69-1

本社営業所
埼玉県入間郡毛
呂山町大字市場
69-1

輸送施設の使用停止
（100日車）

道路運送法第9条の2
第1項

平成30年3月9日及び平成30年3月20日、新規許可を受けたことを端緒
に監査を実施。2件の違反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反
(道路運送法第9条の2第1項)､(2)運転者に対する指導監督等義務違反(旅
客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

10 10



貸切バス 2019 1 29 宮西孝典
千葉県八千代市萱田
2238-9-301

本社営業所
千葉県成田市宗
吾3-564-3

輸送施設の使用停止
（190日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第7条の2第
1項

平成30年4月23日及び平成30年4月24日、新規許可を受けたことを端緒
に監査を実施。11件の違反が認められた。(1)運行管理補助者の届出義
務違反(道路運送法第23条第3項)､(2)運送引受書の交付義務違反(旅客自
動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第7条の2第1項)､(3)運送引受書
の記載事項の不備(運輸規則第7条の2第1項)､(4)乗務時間等告示の遵守
違反(運輸規則第21条第1項)､(5)点呼の実施等義務違反(運輸規則第24
条)､(6)乗務等の記録の記載事項不備(運輸規則第25条第2項)､(7)乗務等
の記録義務違反 (運輸規則第25条)､(8)運行記録計による記録義務違反
(運輸規則第26条第1項)､(9)運行指示書の作成義務違反(運輸規則第28条
の2第1項)､(10)運行指示書の記載事項不備(運輸規則第28条の2第1項)､
(11)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)

19 19

貨物 2019 1 30

株式会社ビクトリーライ
ン（法人番号７０４００
０１０３３０２２） 代
表者坂東裕樹

千葉県浦安市港５０ 東北営業所
宮城県大崎市三
本木高柳字横江
１７－１

輸送施設の使用停止
（８０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項、法第
１７条第４項

平成３０年４月１７日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、
11件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、
（２）点呼の記録義務違反（安全規則第７条第５項）、（３）点呼の
記録事項義務違反（安全規則第７条第５項）、（４）点呼の記録義務
違反[不実記載]（安全規則第７条第５項）、（５）乗務等の記録義務違
反[改ざん]（安全規則第８条）、（６）運行記録計による記録義務違反
（安全規則第９条）、（７）運行指示書の作成義務違反（安全規則第
９条の３第１項）、（８）運転者台帳の作成義務違反（安全規則第９
条の５第１項）、（９）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則
第１０条第１項）、（１０）運転者に対する指導監督の記録義務違反
（安全規則第１０条第１項）、（１１）初任運転者に対する特別な指
導義務違反（安全規則第１０条第２項）

8 8

貨物 2019 1 30

浪江貨物自動車株式会社
（法人番号１３８０００
１０１６６２６） 代表
者渡邉秀昭

福島県双葉郡浪江町大
字幾代橋字六反田１１

福島営業所
福島県福島市荒
井北二丁目３-１
６

輸送施設の使用停止
（１０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項、法第
１７条第４項

平成３０年５月１７日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、4
件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、
（２）運転者台帳の作成義務違反（安全規則第９条の５第１項）、
（３）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第１０条第１
項）、（４）運転者に対する指導監督の記録義務違反（安全規則第１
０条第１項）

1 1

貨物 2019 1 30

吉川商事株式会社（法人
番号９３８０００１００
１７８５） 代表者二階
堂徹

福島県伊達郡桑折町大
字成田字元宿２

郡山営業所
福島県郡山市字
名倉２８０番地

輸送施設の使用停止
（１０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年６月１８日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、3
件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督の記録義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第１０条
第１項）、（２）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規
則第１０条第２項）、（３）運行管理者の研修受講義務違反（安全規
則第２３条第１項）

1 1

貨物 2019 1 30

有限会社美藤流通システ
ム（法人番号９３７００
０２０１７８１５） 代
表者丸鶴智大

宮城県仙台市宮城野区
中野一丁目３－２７

福島営業所
福島県福島市御
山字前田５番
２、５番６

輸送施設の使用停止
（３０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
９条第１項、法第１
７条第１項、法第１
７条第４項

平成３０年２月８日及び２１日、監査方針を端緒として監査を実施し
た結果、5件の違反が認められた。（１）事業計画[営業所配置車両数]
変更認可違反（貨物自動車運送事業法施行規則第２条第１項第３
号）、（２）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、（３）点呼の実施義
務違反（安全規則第７条第１項、第２項）、（４）点呼の記録事項義
務違反（安全規則第７条第５項）、（５）運転者に対する指導監督義
務違反（安全規則第１０条第１項）

3 3

貨物 2019 1 30

有限会社丸高運輸（法人
番号８１００００２０１
５１５２） 代表者湯本
英利

長野県南佐久郡川上村
居倉９７０－１

本社営業所
長野県南佐久郡
川上村居倉９７
０－１

輸送施設の使用停止
（６０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項及
び同法第１７条第４
項

平成３０年３月６日、監査実施。11件の違反が認められた。（１）乗
務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第
４項）（２）乗務時間等告示なお書きの遵守違反（一運行の勤務時
間）（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第４項）（３）健康状
態の把握違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第６項）
（４）点呼の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第１
項～第２項）（５）点呼の記録違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第７条第５項）（６）乗務等の記録違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第８条）（７）運行記録計による記録違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第９条）（８）運行指示書（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第９条の３第１項）（９）運転者台帳（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第９条の５第１項）（１０）指導監督告示による運転
者に対する特別な指導及び運転適性診断受診義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第１０条第２項）

6 6

貨物 2019 1 30
永興運輸株式会社（法人
番号5180001077486）
代表取締役遠津永子

愛知県春日井市勝川町
６丁目１２４番地

本社
愛知県春日井市
勝川町６丁目１
２４番地

輸送施設の使用停止
（１０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項及
び第４項

平成３０年１０月１９日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として
監査実施。５件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条
第４項）、（２）点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１項及び第
２項）、（３）点呼の記録記載不備（安全規則第７条第５項）、
（４）運行記録計による記録義務違反（安全規則第９条）、（５）運
転者に対する指導監督違反（安全規則第１０条第１項）

1 1

タクシー 2019 1 30

ＫＭ仙台タクシー株式会
社（法人番号２３７００
０１０１２３６０） 代
表者佐々木昌二

宮城県仙台市太白区茂
庭字人来田西１４３番
地１７号

本社営業所

宮城県仙台市太
白区茂庭字人来
田西１４３番地
１７号

輸送施設の使用停止
（１０日車）

道路運送法第２７条
第３項

平成３０年１０月３１日、監査方針及び公安委員会からの通知を端緒
として監査を実施した結果、1件の違反が認められた。（１）運転者に
対する指導監督義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１
項）

1 1

タクシー 2019 1 30

仙都タクシー株式会社
（法人番号１３７０００
１００５３９８） 代表
者山下晴也

宮城県仙台市宮城野区
日の出町二丁目５－１
７

本社営業所
宮城県仙台市宮
城野区日の出町
二丁目５－１７

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

平成３１年１月３０日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実
施した結果、1件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督
義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１項）

3 0

タクシー 2019 1 30

昭和市丸交通有限会社
（法人番号
3290002006807） 代
表者市丸隆二郎

福岡県福岡市城南区田
島1-4-29

本社営業所
福岡県福岡市城
南区田島1-4-29

輸送施設の使用停止
（48日車）、文書警
告

道路運送法第27条第
3項

平成30年9月11日、監査実施。10件の違反が認められた。(1)苦情処理
の記録の記載事項不備違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運
輸規則」）第3条第2項）、(2)点呼の実施義務違反（運輸規則第24
条）、(3)乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第25条）、(4)事故の記
録事項不備違反(運輸規則第26条の2）、(5)乗務員台帳の記載事項義務
違反（運輸規則第37条第1項）、(6)運転者に対する指導監督違反（運
輸規則第38条第1項）、(7)特定運転者に対する特別な指導監督違反
（運輸規則第38条第2項）、(8)特定運転者に対する適性診断受診義務
違反（運輸規則第38条第2項）、(9)運行管理者の補助者の要件違反
（運輸規則第47条の9第3項）、(10)運行管理者の講習受講義務違反
（運輸規則第48条の4第1項）

5 5

貨物 2019 1 31
小澤商事株式会社（法人
番号8010601001339）
代表者小澤伸介

東京都江東区南砂１－
７－４

本社
東京都江東区南
砂１－７－４

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平成30年6月
21日、監査を実施。1件の違反が認められた。（1）運転者に対する指
導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2019 1 31

株式会社中国トラック法
人番号（１２４０００１
００６７４８）代表者寺
迫正男

広島県広島市西区草津
港２丁目５－３２

広島営業所
広島県広島市南
区宇品海岸３丁
目９－１５

文書警告
貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

過去１年以内における当該営業所に係る駐停車違反件数が３件に達し
たことを端緒として、平成３１年１月３１日に監査を実施。１件の違
反が認められた。（１）運転者に対する指導監督義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第１０条第１項）

0 0



タクシー 2019 1 31

栄和タクシー有限会社
（法人番号
8140002047670）代表
者糠谷征史

兵庫県姫路市網干区浜
田１０６番地６号

本店

兵庫県姫路市網
干区浜田字東森
ノ木１０６番地
６号

輸送施設の使用停止
（７０日車）

道路運送法第２７条
第３項

平成３０年９月１８日、法令違反の疑いを端緒に監査を実施。７件の
違反が認められた。（１）健康状態の把握義務違反（旅客自動車運送
事業運輸規則（以下、「運輸規則」）第２１条第５項）、（２）点呼
の実施義務違反（運輸規則第２４条第１項、第２項）、（３）点呼の
記録事項義務違反（運輸規則第２４条第５項）、（４）乗務等の記録
事項義務違反（運輸規則２５条第３項、第４項）、（５）乗務員台帳
の記載事項義務違反（運輸規則第３７条第１項）、（６）運転者に対
する指導監督義務違反（運輸規則第３８条第１項）、（７）運転者に
対する適性診断受診義務違反（運輸規則第３８条第２項）

7 7

タクシー 2019 1 31

有限会社中村タクシー
（法人番号
1340002013923） 代
表者中村博人

鹿児島県霧島市隼人町
東郷1-266

本社営業所
鹿児島県霧島市
隼人町東郷1-266

輸送施設の使用停止
（80日車）、文書警
告、文書勧告

道路運送法法第27条
第3項

平成30年8月28日、監査実施。13件の違反が認められた。(1)乗務時間
等の基準の遵守違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規
則」）第21条第1項）、(2)疾病、疲労等のおそれのある乗務（運輸規
則第21条第5項）、(3)点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条第5
項）、(4)乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第25条）、(5)乗務員台
帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条第1項）、(6)運転者に対する
指導監督違反（運輸規則第38条第1項）、(7)運転者に対する指導監督
の記録又は指導監督の記録保存違反（運輸規則第38条第1項）、(8)特
定運転者に対する特別な指導監督違反（運輸規則第38条第2項）、(9)
特定運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第38条第2項）、
(10)地理・応接の指導監督の記録、保存義務違反（運輸規則第40条第3
項）、(11)運行管理規程の制定義務違反（運輸規則第48条の2）、(12)
指導主任者の届出義務違反(運輸規則第68条第1項第3号)、(13)指導主任
者の転任（退任）届出義務違反(運輸規則第68条第1項第4号)

8 8

貨物 2019 2 1

株式会社日本レストラン
エンタプライズ（法人番
号7010401039472）代
表者日野正夫

東京都台東区台東１－
３０－７秋葉原アイ
マークビル１２階

首都圏物流
営業支店

埼玉県戸田市大
字美女木字向田
１２６９－１７

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第5項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平成30年11
月8日、監査を実施。3件の違反が認められた。（1）点呼の記録義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）、（2）運転者に対
する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、
（3）運行管理者の選任（解任）未届出違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第19条）

0 0

貨物 2019 2 1

有限会社一力コーポレー
ション法人番号（７２４
０００２０２５６０１）
代表者吉岡慶明

広島県広島市西区田方
３丁目１４３５－１

本社営業所
広島県広島市西
区田方３丁目１
４３５－１

許可の取消し
貨物自動車運送事業
法第３２条

運輸支局において現地調査を行った結果、所在不明事業者であって相
当の期間事業を行っていないと認められたもの。

- -

貨物 2019 2 1

有限会社田邉建材法人番
号（７２５０００２００
９８９１）代表者田邉繁
夫

山口県下関市清末西町
１丁目３－２９

小月営業所
山口県下関市小
月駅前１丁目３
－２

許可の取消し
貨物自動車運送事業
法第３２条

運輸支局において現地調査を行った結果、所在不明事業者であって相
当の期間事業を行っていないと認められたもの。

- -

貨物 2019 2 1

有限会社山王輸送法人番
号（３２５０００２００
０６８０）代表者山下セ
ツ子

山口県山口市大字下小
鯖６２０－１

本店営業所
山口県山口市大
字下小鯖６２０
－１

許可の取消し
貨物自動車運送事業
法第３２条

運輸支局において現地調査を行った結果、所在不明事業者であって相
当の期間事業を行っていないと認められたもの。

- -

貨物 2019 2 1

合同会社川崎商会法人番
号（５２５０００３００
０８２７）代表者川崎英
二朗

山口県下関市大和町１
丁目４－８

本社営業所
山口県下関市大
和町１丁目４－
８

許可の取消し
貨物自動車運送事業
法第３２条

運輸支局において現地調査を行った結果、所在不明事業者であって相
当の期間事業を行っていないと認められたもの。

- -

貨物 2019 2 1

有限会社秋芳共栄自工法
人番号（５２５０００２
００６３９５）代表者末
金光義

山口県山陽小野田市津
布田６６９－３

本店営業所
山口県山陽小野
田市津布田６７
０－１

許可の取消し
貨物自動車運送事業
法第３２条

運輸支局において現地調査を行った結果、所在不明事業者であって相
当の期間事業を行っていないと認められたもの。

- -

貨物 2019 2 1
田中運輸有限会社（法人
番号6500002022886)代
表者田中徳雄

愛媛県宇和島市祝森甲
２９６７－４

本社営業所
愛媛県宇和島市
祝森甲２９６７
－４

輸送施設の使用停止
（80日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項、第
4項

平成30年7月10日、8月9日に労働局からの通報を端緒として監査を実施
したところ、12件の違反が確認された。(1)運転者の健康状態の把握が
確実になされていなかったこと（安全規則第3条第6項）、(2)運転者に
対する点呼の実施結果の記録が確実になされていなかったこと（安全
規則第7条第5項）、(3)運転者の乗務について定められた事項の記録が
不適切であったこと（安全規則第8条）、(4)運行記録計による記録の保
存が確実になされていなかったこと（安全規則第9条）、(5)運転者台帳
の作成が確実になされていなかったこと（安全規則第9条の5第1項）、
(6)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する
指導監督が不適切であったこと（安全規則第10条第1項）、(7)新たに
雇い入れした運転者及び高齢運転者に対して事業用自動車の運行の安
全を確保するために遵守すべき事項についての特別な指導が不適切
だったこと（安全規則第10条第2項）、(8)新たに雇い入れした運転者
及び高齢運転者に対して法令で定められた適性診断を受診させていな
かったこと（安全規則第10条第2項）、(9)整備管理者の変更の届け出
をしていなかったこと（道路運送車両法第52条）、(10)整備管理者に
対して、法令で定められた研修を受講させていなかったこと（安全規
則第15条）、(11)運行管理者に対して、法令で定められた講習を受講
させていなかったこと（安全規則第23条第1項）、(12)事業報告書及び
事業実績報告書の提出をしていなかったこと（貨物自動車運送事業法
第60条第1項）

8 8

貨物 2019 2 1
株式会社千歳運送（法人
番号4320001009608）
代表者野中公平

大分県豊後大野市千歳
町長峰267

本社営業所
大分県豊後大野
市千歳町長峰
269-1

輸送施設の使用停止
（70日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項、法第17
条第4項

平成30年8月2日、監査実施。13件の違反が認められた。(1)運転者台帳
の記載事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第9条の5第1項)、(2)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第
23条第1項)、(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(4)点呼の記録
義務違反(安全規則第7条第5項)、(5)点呼の記録事項義務違反(安全規則
第7条第5項)、(6)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(7)運行
指示書に係る（作成、指示、携行）義務違反(安全規則第9条の3第1
項)、(8)乗務時間等の基準の遵守違反(安全規則第3条第4項)、(9)運転
者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(10)運転者に対する
指導監督の記録義務違反(安全規則第10条第1項)、(11)運転者に対する
指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1項)、(12)特定運転者
に対する特別な指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(13)特定運転者
に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)

7 7

貨物 2019 2 1
有限会社徳陸（法人番号
6480002011628)代表者
坂野匡

徳島県板野郡藍住町東
中富字西傍示３０－３

本社営業所
徳島県板野郡藍
住町東中富字西
傍示３０－３

輸送施設の使用停止
（80日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法条9第1項、第17
条第1項、第4項

平成30年10月16日、10月25日、11月15日、労働局と合同で監査を実施
したところ、5件の違反が確認された。(1)自動車車庫の位置及び収容能
力に係る事業計画変更認可を受けていなかったこと（貨物自動車運送
事業法施行規則第2条第1項第4号）、(2)運転者の過労防止に関する措
置が不適切であり、所定の拘束時間及び連続運転並びに休日労働の限
度を超えて乗務していた者があったこと（安全規則第3条第4項）、(3)
運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、１箇月の休日労働の
限度を超えて乗務していた者があったこと（安全規則第3条第4項）、
(4)運転者の健康状態の把握が確実になされていなかったこと（安全規
則第3条第6項）、(5)運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適
切であったこと（安全規則第7条第5項）

8 8



タクシー 2019 2 1

相互タクシー株式会社
（法人番号７１１０００
１０２２７２８） 代表
者小川浩司

新潟県長岡市今朝白３
－４－１

本社営業所
新潟県長岡市今
朝白３－４－１

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

平成３０年１２月１３日、監査実施。５件の違反が認められた。
（１）乗務時間等告示の遵守違反（旅客自動車運送事業運輸規則第２
１条第１項）（２）点呼の実施義務違反（旅客自動車運送事業運輸規
則第２４条第２項）（３）点呼の記録義務違反（旅客自動車運送事業
運輸規則第２４条第５項）（４）乗務等の記録義務違反（旅客自動車
運送事業運輸規則第２５条第３項）

0 0

タクシー 2019 2 1

株式会社大学タクシー
（法人番号１２２０００
１０１７２７６） 代表
者岩本道成

石川県河北郡内灘町字
アカシア１－１８

本社営業所
石川県河北郡内
灘町字アカシア
１－１８

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

平成３０年１１月２２日、監査実施。２件の違反が認められた。
（１）乗務時間等告示の遵守違反（旅客自動車運送事業運輸規則第２
１条第１項）（２）疾病、疲労等のおそれのある乗務（旅客自動車運
送事業運輸規則第２１条第５項）

0 0

タクシー 2019 2 1

北都交通株式会社（法人
番号２２２０００１００
６０７１） 代表者藤波
巧

石川県金沢市涌波２－
６－２

本社営業所
石川県金沢市涌
波２－６－２

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

平成３０年１１月２１日、監査実施。１件の違反が認められた。
（１）疾病、疲労等のおそれのある乗務（旅客自動車運送事業運輸規
則第２１条第５項）

0 0

タクシー 2019 2 1 田口 由記 広島県福山市 清か営業所 広島県福山市 許可の取消し 道路運送法第４０条
運輸支局において現地調査を行った結果、所在不明事業者であって相
当の期間事業を行っていないと認められたもの。

- -

貸切バス 2019 2 1

株式会社ティアンド
ティ・コーポレーション
（法人番号
5160001006835）代表
者川崎隆弘

滋賀県長浜市三ツ矢町
１０番１号

観光バス営
業所

滋賀県長浜市末
広町２４０－１
７

文書警告（処分日車
数１０日車のため、
一般貸切旅客自動車
運送事業者に対する
行政処分等の基準
３．（６）による）

道路運送法第２７条
第３項

平成３０年１２月１１日、法令違反の疑いを端緒に監査を実施。１件
の違反が認められた。（１）運送引受書の記載事項義務違反。（旅客
自動車運送事業運輸規則第７条の２第１項）

8 1

貸切バス 2019 2 1
光交通社株式会社（法人
番号9160001016558）
代表者小池遼

滋賀県大津市大石中６
丁目２－２５

本社営業所
滋賀県大津市大
石中６丁目２－
２５

文書警告（処分日車
数２０日車のため、
一般貸切旅客自動車
運送事業者に対する
行政処分等の基準
３．（６）による）

道路運送法第２７条
第３項

平成３０年１２月７日、法令違反の疑いを端緒に監査を実施。２件の
違反が認められた。（１）運送引受書の記載事項義務違反（旅客自動
車運送事業運輸規則（以下、「運輸規則」）第７条の２第１項）、
（２）運行指示書の記載事項義務違反（運輸規則第２８条の２第１
項）

12 2

貸切バス 2019 2 3

株式会社旅する温泉道場
（法人番号
2190001024242） 代
表取締役金澤卓司

三重県四日市市生桑町
３１１番地

本社
三重県四日市市
生桑町３１１番
地

文書警告
道路運送法（以下
「法」）第２７条第
３項

平成３０年１２月１７日、監査方針に基づいて監査実施。５件の違反
が認められた。（１）健康状態の把握義務違反（旅客自動車運送事業
運輸規則（以下「運輸規則」）第２１条第５項）、（２）点呼の記録
記載不備（運輸規則第２４条第５項）、（３）乗務員台帳の記載不備
（運輸規則第３７条第１項）、（４）報告義務違反（法第９４条第１
項）、（５）事業用自動車内の掲示違反（運輸規則第４２条第１項）

0 0

貨物 2019 2 4

株式会社大豊物流システ
ム（法人番号
8120901014252）代表
者中条一樹

大阪府摂津市鳥飼本町
３丁目１０番４０号

本社
大阪府摂津市鳥
飼本町３丁目１
０番４０号

輸送施設の使用停止
（６０日車）

貨物自動車運送事業
法第９条第１項

平成２９年８月３１日及び平成３０年３月１９日、死亡事故を引き起
こしたことを端緒に監査を実施。１０件の違反が認められた。（１）
事業計画変更認可違反（営業所の位置）（貨物自動車運送事業法第９
条第１項）、（２）事業計画変更認可違反（自動車車庫の位置）（貨
物自動車運送事業法第９条第１項）、（３）乗務時間等の告示の遵守
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第４項）、（４）健康
状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第６
項）、（５）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第７条）、（６）点呼の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第７条第５項）、（７）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第８条）、（８）運転者に対する指導監督違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第１項）、（９）高齢運転者
に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
１０条第２項）、（１０）運行管理者補助者の要件違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第１８条第３項）

6 6

貨物 2019 2 4
有限会社前田産業（法人
番号6350002010948）
代表者前田隆雄

宮崎県日向市東郷町山
陰乙1028-1

本社営業所
宮崎県日向市東
郷町山陰乙1028-
1

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

平成30年9月18日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)過積載運送
(貨物自動車運送事業法第17条第3項)

3 3

貨物 2019 2 4

有限会社トラフィック・
ワダ（法人番号
6340002000116） 代
表者西敏明

鹿児島県鹿児島市宮之
浦町3215-1

本社営業所
鹿児島県鹿児島
市宮之浦町3215-
1

輸送施設の使用停止
（70日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
8条第1項、法第17
条第1項、法第17条
第4項、道路運送車
両法第48条

平成30年9月20日、監査実施。10件の違反が認められた。(1)事業計画
(自動車車庫)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法第8
条第1項)、(2)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安
全規則（以下「安全規則」）第3条第4項)、(3)疾病、疲労等のおそれの
ある乗務(安全規則第3条第6項)、(4)点呼の実施義務違反(安全規則第7
条)、(5)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(6)運転者台帳の
記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(7)運転者に対する指導監
督違反(安全規則第10条第1項)、(8)運転者に対する指導監督の記録又は
指導監督の記録保存違反(安全規則第10条第1項)、(9)特定運転者に対す
る適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(10)定期点検整備の
実施違反(安全規則第13条、道路運送車両法第48条)

7 7

貨物 2019 2 4

大牟田丸善運輸株式会社
（法人番号
8290001054380） 代
表者武冨義治

福岡県大牟田市四山町
80-59

本社営業所
福岡県大牟田市
四山町80-59

輸送施設の使用停止
（30日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項、法第17
条第4項

平成30年10月11日、監査実施。2件の違反が認められた。(1)乗務時間
等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項)、(2)事故の記録事項義務違反(安全規則第9条の2)

3 3

貨物 2019 2 4

有限会社荻急配運送（法
人番号
4320002017816） 代
表者管重則

大分県竹田市荻町馬場
419-3

本社営業所
大分県竹田市荻
町馬場419-3

輸送施設の使用停止
（70日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項、法第17
条第4項、法第60条
第1項

平成30年9月4日、監査実施。11件の違反が認められた。(1)報告義務違
反(貨物自動車運送事業法第60条第1項)、(2)疾病、疲労等のおそれのあ
る乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条
第6項)、(3)運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(4)
運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(5)点呼の実
施義務違反(安全規則第7条)、(6)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第
5項)、(7)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(8)乗務時間等
の基準の遵守違反(安全規則第3条第4項)、(9)運転者に対する指導監督
違反(安全規則第10条第1項)、(10)特定運転者に対する特別な指導監督
違反(安全規則第10条第2項)、(11)特定運転者に対する適性診断受診義
務違反(安全規則第10条第2項)

7 7

貨物 2019 2 4

有限会社マキシエクスプ
レス（法人番号９３６０
００２０２１４９５）代
表取締役平良功

沖縄県石垣市字真栄里
５６５－１

本社営業所
沖縄県石垣市字
真栄里５６５－
１

輸送施設の使用停止
（６０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下、「法」）
第１７条第４項、法
第６０条第１項、道
路運送車両法第４８
条、道路運送法第９
５条

平成３０年９月４日、適正化実施機関の行った巡回指導の評価結果を
勘案し監査を実施。８件の違反事実が認められた。（１）点呼の実施
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下、「安全規則」第７条
第１項～第３項）、（２）乗務等の記録違反（安全規則第８条）、
（３）運行記録計による記録違反（安全規則第９条）、（４）運転者
台帳の記載事項等の不備（安全規則第９条の５第１項）、（５）運転
者に対する指導及び監督違反（安全規則第１０条第１項）、（６）定
期点検整備等の未実施（安全規則第１３条）、（７）報告義務違反
（貨物自動車運送事業法第６０条第１項）、（８）自動車に関する表
示義務違反（道路運送法施行規則第６５条）

6 6



タクシー 2019 2 4

有限会社大成タクシー
（法人番号
1120002081422）代表
者西井猛

兵庫県神戸市中央区雲
井通２丁目１－１４

谷上
兵庫県神戸市北
区谷上西町２７
番２号

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

平成３０年１２月１８日、法令違反の疑いを端緒に監査を実施。５件
の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反（旅客自動
車運送事業運輸規則（以下、「運輸規則」）第２１条第１項）、
（２）点呼の記録事項義務違反（運輸規則第２４条第５項）、（３）
運行記録計の記録義務違反（運輸規則第２６条第２項）、（４）乗務
員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第３７条第１項）、（５）運転
者に対する指導監督義務違反（運輸規則第３８条第１項）

0 0

貸切バス 2019 2 4

有限会社ＨＡＲＵＫＡ
（法人番号
5030002106746）代表
者佐々木春霞

東京都江戸川区鹿骨１
－５４－１４

大阪営業所
大阪府堺市西区
草部１７５－３

輸送施設の使用停止
（８０日車）

道路運送法第２７条
第３項

平成３０年９月２６日、区域拡大を端緒に監査を実施。６件の違反が
認められた。（１）運送引受書の記載事項義務違反（旅客自動車運送
事業運輸規則（以下、「運輸規則」）第７条の２第１項）、（２）乗
務時間等の基準の遵守違反（運輸規則第２１条第１項）、（３）健康
状態の把握義務違反（運輸規則第２１条第５項）、（４）点呼の記録
義務違反（運輸規則第２４条第５項）、（５）点呼の記録事項義務違
反（運輸規則第２４条第５項）、（６）運行管理補助者の選任届出違
反（運輸規則第６８条）

19 8

貸切バス 2019 2 4
有限会社タカダ（法人番
号5160002008285）代
表者髙田隆司

滋賀県彦根市正法寺町
３０の３

本社営業所
滋賀県彦根市正
法寺町２８の３

文書警告（処分日車
数１０日車のため、
一般貸切旅客自動車
運送事業者に対する
行政処分等の基準
３．（６）による）

道路運送法第２７条
第３項

平成３０年１２月２１日、法令違反の疑いを端緒に監査を実施。２件
の違反が認められた。（１）運送引受書の記載事項義務違反（旅客自
動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第７条の２第１項）、
（２）運行管理規程の制定義務違反（運輸規則第４８条の２第１項）

14 1

貸切バス 2019 2 4
株式会社甲信観光（法人
番号8160001006130）
代表者荒木文夫

滋賀県甲賀市信楽町牧
１２８８番地１

本社営業所
滋賀県甲賀市信
楽町牧１２８８
番地１

文書警告（処分日車
数４０日車のため、
一般貸切旅客自動車
運送事業者に対する
行政処分等の基準
３．（６）による）

道路運送法第２７条
第３項

平成３０年１２月１９日、法令違反の疑いを端緒に監査を実施。６件
の違反が認められた。（１）運送引受書の記載事項義務違反（旅客自
動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第７条の２第１項）、
（２）乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第２５条第１項、第２
項、第４項）、（３）運行指示書の記載事項義務違反（運輸規則第２
８条の２第１項）、（４）事業用自動車内の掲示義務違反（運輸規則
第４２条第１項）、（５）運行管理規程の制定義務違反（運輸規則第
４８条の２第１項）、（６）運行管理者の講習（一般講習）受講義務
違反（運輸規則第４８条の４第１項）

7 4

貸切バス 2019 2 4 陶山由郎
島根県雲南市木次町字
谷１００６

加茂営業所
島根県雲南市加
茂町南加茂８７
７－１１

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

継続監視の監査対象として、平成３１年１月１７日に監査を実施。１
件の違反が認められた。（１）運送引受書の記載事項義務違反（旅客
自動車運送事業運輸規則第７条の２第１項）

9 0

貸切バス 2019 2 4
有限会社植田観光（法人
番号4330002019373）
代表者上田眞士

熊本県熊本市北区植木
町大字内字野中1447-5

福岡営業所
福岡県福岡市東
区蒲田4-5-53

輸送施設の使用停止
（100日車）、文書警
告

道路運送法（以下
「法」）第9条の2第
1項、法第27条第3
項

平成30年5月24日、監査実施。10件の違反が認められた。(1)運賃料金
事前届出、運賃料金変更事前届出違反（道路運送法第9条の2第1項）、
(2)乗務員台帳の記載事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以
下「運輸規則」)第37条第1項）、(3)点呼の実施義務違反（運輸規則第
24条）、(4)点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条第5項）、(5)乗
務等の記録事項義務違反（運輸規則第25条）、(6)運転者に対する指導
監督違反（運輸規則第38条第1項）、(7)運転者に対する指導監督の記
録又は指導監督の記録保存違反（運輸規則第38条第1項）、(8)運転者
に対する指導監督の記載事項義務違反（運輸規則第38条第1項）、(9)
運行指示書の記載事項義務違反（運輸規則第28条の2第1項）、(10)運
送引受書の記載事項不備違反（運輸規則第7条の2第1項）

28 10

貸切バス 2019 2 4

有限会社朝田タクシー
（法人番号
2290002056547） 代
表者伊藤満寿男

福岡県うきは市浮羽町
朝田645

田主丸営業
所

福岡県久留米市
田主丸町長栖
776-1

輸送施設の使用停止
（60日車）、文書警
告

道路運送法（以下
「法」）第9条の2第
1項、法第27条第3
項

平成30年8月24日、監査実施。6件の違反が認められた。(1)運賃料金事
前届出、運賃料金変更事前届出違反（道路運送法第9条の2第1項）、
(2)乗務員台帳の記載事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以
下「運輸規則」）第37条第1項）、(3)点呼の記録事項義務違反（運輸
規則第24条第5項）、(4)運転者に対する指導監督違反（運輸規則第38
条第1項）、(5)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存
違反（運輸規則第38条第1項）、(6)運行指示書の記載事項義務違反
（運輸規則第28条の2第1項）

6 6

貸切バス 2019 2 4

有限会社水俣観光バス
（法人番号
4330002027962） 代
表者窪田宣理

熊本県水俣市梅戸町1-
1-204

本社営業所
熊本県水俣市梅
戸町1-74-1

輸送施設の使用停止
（170日車）、文書警
告

道路運送法（以下
「法」）第9条の2第
1項、法第27条第3
項

平成30年8月23日、監査実施。11件の違反が認められた。(1)運賃料金
事前届出、運賃料金変更事前届出違反（道路運送法第9条の2第1項）、
(2)乗務員台帳の記載事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以
下「運輸規則」）第37条第1項）、(3)疾病、疲労等のおそれのある乗
務（運輸規則第21条第5項）、(4)点呼の記録又は点呼の記録保存違反
（運輸規則第24条第5項）、(5)点呼の記録事項義務違反（運輸規則第
24条第5項）、(6)乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第25条）、(7)
運行記録計による記録又は運行記録計による記録保存違反（運輸規則
第26条第1項）、(8)乗務時間等の基準の遵守違反（運輸規則第21条第1
項）、(9)特定運転者に対する特別な指導監督違反（運輸規則第38条第
2項）、(10)運行指示書の記載事項義務違反（運輸規則第28条の2第1
項）、(11)運送引受書の記載事項不備違反（運輸規則第7条の2第1項）

17 17

貸切バス 2019 2 4

株式会社ひまわり観光
（法人番号
2290001062785） 代
表者大村敏雄

福岡県嘉麻市牛隈770 本社営業所
福岡県嘉麻市牛
隈770

文書警告（処分日車
数３０日車のため、
一般貸切旅客自動車
運送事業者に対する
行政処分等の基準
３．（６）による）

道路運送法第27条第
3項

平成30年11月13日、監査実施。5件の違反が認められた。(1)乗務員台
帳の記載事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規
則」）第37条第1項）、(2)乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第25
条）、(3)運転者に対する指導監督違反（運輸規則第38条第1項）、(4)
事故の記録事項不備違反(運輸規則第26条の2）、(5)運送引受書の記載
事項不備違反（運輸規則第7条の2第1項）

20 3

貸切バス 2019 2 4

株式会社火の国観光バス
（法人番号
8330001014487） 代
表者谷口章一郎

熊本県八代市敷川内町
955-1

本社営業所
熊本県八代市敷
川内町955-1

文書警告（処分日車
数１０日車のため、
一般貸切旅客自動車
運送事業者に対する
行政処分等の基準
３．（６）による）

道路運送法第27条第
3項

平成31年1月9日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)点呼の記録
事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項）

11 1

貨物 2019 2 5

杉内運輸株式会社（法人
番号４３８０００１００
５５４３） 代表者杉内
健二

福島県郡山市日和田町
大字高倉字神送坂８－
２

本社営業所
福島県郡山市日
和田町大字高倉
字神送坂８－２

文書警告
貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年５月８日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、4件
の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第１０条第１
項）、（２）運転者に対する指導監督の記録義務違反（安全規則第１
０条第１項）、（３）高齢運転者に対する特別な指導義務違反（安全
規則第１０条第２項）、（４）高齢運転者に対する適性診断受診義務
違反（安全規則第１０条第２項）

0 0

貨物 2019 2 5

株式会社京浜スワロート
ラック（法人番号
6011701016071）代表
者菊澤翔

東京都江戸川区中葛西
３－２９－１

本社
神奈川県川崎市
川崎区南渡田町
１－１

輸送施設の使用停止
（50日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

労働局からの通報を端緒として平成30年7月3日及び同年7月11日、監査
を実施。7件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）健康状態の把
握義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（3）点
呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、
（4）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
8条第1項）、（5）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第1項）、（6）事業計画の変更認可違反（貨物
自動車運送事業法第9条第1項）、（7）事業計画事前届出違反（貨物自
動車運送事業法第9条第3項）

5 5



貨物 2019 2 5
小林運輸株式会社（法人
番号4011101007094）
代表者木内一宏

東京都新宿区住吉町１
４－１８

大和
神奈川県座間市
南栗原２－３２
６１－１

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年8月28日、監査を
実施。4件の違反が認められた。（1）点呼の実施義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条）、（2）運転者に対する指導監督違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（3）運行管理補
助者の要件違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項）、
（4）事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）

3 1

貨物 2019 2 5
株式会社みちのく（法人
番号5020001018902）
代表者馬場正男

神奈川県横浜市鶴見区
潮田町１－３８－１

本社

神奈川県横浜市
鶴見区潮田町１
－３８－1（旧：
神奈川県横浜市
鶴見区仲通１－
４－６－２Ｆ）

輸送施設の使用停止
（190日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年7月18日、監査を
実施。11件の違反が認められた。（1）健康状態の把握義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（2）点呼の実施義務違反
等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（3）アルコール検知
器備え義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第4項）、
（4）乗務等の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条
第1項）、（5）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第1項）、（6）高齢運転者に対する指導監督違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（7）高齢運転者
に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
10条第2項）、（8）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第13条）、（9）整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第15条）、（10）事業計画の変更認可違反
（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、（11）報告義務違反（貨物自
動車運送事業報告規則第2条）

19 19

貨物 2019 2 5
丸み運送有限会社（法人
番号1011702011068）
代表者峰島雄二

東京都江戸川区松江７
－１３－６－３０８

栃木
栃木県足利市福
居町１５０８－
３

輸送施設の使用停止
（90日車)

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

法令違反の疑いがあることを端緒として平成30年9月26日、監査を実
施。7件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）疾病のおそれのある
乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（3）運行記録
計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、
（4）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第10条第1項）、（5）初任運転者に対する指導監督違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（6）初任運転者に対する適
性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項）、（7）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第13条）

20 9

貨物 2019 2 5

増山貨物自動車株式会社
（法人番号
3060001004140）代表
者菊地孝行

栃木県宇都宮市清原工
業団地２１－１８

牛乳輸送
栃木県宇都宮市
平出工業団地５
－３

輸送施設の使用停止
（10日車)

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

死亡事故を引き起こしたことを端緒として平成30年10月25日、監査を
実施。3件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）疾病のおそれのあ
る乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（3）運転者
に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1
項）

1 1

貨物 2019 2 5

港北ロジテック株式会社
（法人番号
9140001027813）代表
者北原康幸

兵庫県神戸市中央区港
島９丁目１１－１

本社
兵庫県神戸市中
央区港島９丁目
１１－１

輸送施設の使用停止
（４０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成２９年１１月２４日及び同年１２月１日、関係機関からの情報を
端緒に監査を実施。９件の違反が認められた。（１）事業計画変更事
前届出違反（各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数違反）
（貨物自動車運送事業法第９条第３項）、（２）乗務時間等の告示の
遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第４項）、（３）
健康状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第
６項）、（４）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第７条）、（５）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第８条）、（６）運転者台帳の記載事項義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第９条の５第１項）、（７）初任運転者に対
する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０
条第２項）、（８）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第２３条第１項）、（９）運行管理者補助者の要件
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１８条第３項）

4 4

タクシー 2019 2 5

コウヨウタクシー株式会
社（法人番号
9070001006353） 代
表者  古知 愛一郎

群馬県高崎市石原町１
０８２－６

本社営業所
群馬県高崎市石
原町１０８２－
６

文書警告
道路運送法（以下、
運送法）第27条第3
項

平成30年11月2日、長期未監査を端緒として監査を実施。1件の違反が
認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1項)

0 0

タクシー 2019 2 5

川崎タクシー株式会社
（法人番号
2020001072489） 代
表者 関 進

神奈川県川崎市川崎区
榎町５番地１４号

本社営業所
神奈川県川崎市
川崎区榎町５番
１４号

輸送施設の使用停止
（30日車）

運送法第27条第3
項、運送法第29条、
タクシー業務適正化
特別措置法第16条第
1項

平成30年9月26日及び平成30年10月5日、法令で規定された報告書に関
して法令違反の疑いがあったことを端緒として監査を実施。6件の違反
が認められた。(1)健康状態の把握義務違反(旅客自動車運送事業運輸規
則(以下､運輸規則)第21条第5項)､(2)運転者に対する指導監督義務違反
(運輸規則第38条第1項)､(3)事故惹起運転者･高齢運転者に対する告示で
定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､(4)事故惹起運転者･
高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)､(5)
事故の未届出(道路運送法第29条)､(6)運転者証の返納等義務違反(ﾀｸｼｰ
業務適正化特別措置法第16条第1項)

3 3

タクシー 2019 2 5

いまりタクシー株式会社
（法人番号
2300001005577） 代
表者田中重人

佐賀県伊万里市立花町
2422-1

本社営業所
佐賀県伊万里市
立花町2422-1

輸送施設の使用停止
（120日車）、文書警
告

道路運送法第27条第
3項、道路運送車両
法第58条第1項

平成30年8月21日、監査実施。9件の違反が認められた。(1)疾病、疲労
等のおそれのある乗務（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規
則」）第21条第5項）、(2)点呼の実施義務違反（運輸規則第24条）、
(3)点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条第5項）、(4)乗務等の記
録事項義務違反（運輸規則第25条）、(5)乗務員台帳の作成義務違反
（運輸規則第37条第1項）、(6)乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸
規則第37条第1項）、(7)特定運転者に対する特別な指導監督違反（運
輸規則第38条第2項）、(8)特定運転者に対する適性診断受診義務違反
（運輸規則第38条第2項）、(9)無車検運行違反（運輸規則第45条、道
路運送車両法第58条第1項）

28 12

貸切バス 2019 2 5

株式会社オン・ロケー
ション（法人番号：
4030001022706） 代
表者 中村光成

埼玉県戸田市笹目南町
12-18

板橋営業所
東京都板橋区前
野町3-46-1-106

輸送施設の使用停止
（100日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第21条の2

平成30年5月29日及び平成30年6月4日、定期的な監査を実施。6件の違
反が認められた。(1)運行管理者の選任義務違反(道路運送法(以下｢運送
法｣)第23条第1項)､(2)乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送事業
運輸規則(以下｢運輸規則｣)第21条第1項)､(3)運行に関する状況把握体制
の整備違反(運輸規則第21条の2)､(4)点呼の実施義務違反(運輸規則第24
条)､(5)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)､(6)
報告義務違反(運送法第94条第1項)

10 10

貸切バス 2019 2 5

有限会社小田通商（法人
番号：
6011702002533） 代
表者 小田岩夫

東京都江戸川区南小岩
4-2-7

本社営業所
東京都江戸川区
南小岩4-2-7

文書警告（処分日車
数１０日車のため、
一般貸切旅客自動車
運送事業者に対する
行政処分等の基準
３．（６）による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

平成30年11月13日、定期的な監査を実施。1件の違反が認められた。
(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38
条第1項)

3 1

貸切バス 2019 2 5

南多摩運送株式会社（法
人番号：
4010101003822） 代
表者 岸本孝行

東京都八王子市八日町
9-12

相模原営業
所

神奈川県相模原
市南区古淵3-18-
1

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則21条第5項

平成30年12月18日、定期的な監査を実施。1件の違反が認められた。
(1)疾病のおそれのある乗務(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第5項)

5 0



貸切バス 2019 2 5

有限会社なべタクシー法
人番号（５２４０００２
０３３５４８）代表者岩
沖卓雄

広島県呉市警固屋４丁
目５－１３

音戸営業所
広島県呉市音戸
町坪井１丁目１
－２４

文書警告（処分日車
数５０日車のため、
一般貸切旅客自動車
運送事業者に対する
行政処分等の基準
３．（６）による）

道路運送法第１２条
第１項及び第２７条
第３項

継続監視の監査対象として、平成３０年１２月５日及び同年１２月１
１日に監査を実施。７件の違反が認められた。（１）運賃料金、運送
約款の掲示義務違反（道路運送法第１２条第１項）（２）運送引受書
の記載事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下運輸規則）
第７条の２第１項）（３）乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第２
５条第４項）（４）運行指示書の携行義務違反（運輸規則第２８条の
２第１項）（５）運行指示書の記載事項義務違反（運輸規則第２８条
の２第１項）（６）乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第３７
条第１項）（７）書類の適切管理義務違反（運輸規則第６９条）

5 5

貨物 2019 2 6

株式会社佐野重機（法人
番号６４３０００１０２
６７８８） 代表者三鍋
哲雄

北海道札幌市西区発寒
４条６丁目２－３７

札幌営業所
北海道札幌市西
区発寒５条５丁
目３－１２

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第１０
条第１項

平成３１年１月２２日、公安委員会からの通報等を端緒として監査を
実施。１件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第１項）

0 0

貨物 2019 2 6
有限会社孫六運送（法人
番号6200002004287 ）
取締役桜井基弘

岐阜県羽島郡笠松町円
城寺５２７番地

本社
岐阜県羽島郡笠
松町円城寺字上
田５２７

輸送施設の使用停止
（２０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項及
び第４項

平成３０年１０月１日、関係機関からの情報を端緒として監査実施。
４件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、
（２）運行記録計による記録義務違反（安全規則第９条）、（３）特
定の運転者に対する指導監督違反（安全規則第１０条第２項）、
（４）特定の運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第１０
条第２項）

2 2

タクシー 2019 2 6

藤枝タクシー株式会社
（法人番号
2080001016746） 代
表取締役見崎 成

静岡県藤枝市青木２丁
目３８番１号

本社
静岡県藤枝市青
木２丁目３８－
１

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

平成３１年１月１０日、監査方針に基づいて監査実施。２件の違反が
認められた。（１）点呼の記録記載不備（旅客自動車運送事業運輸規
則（以下「運輸規則」）第２４条第５項）、（２）乗務員台帳の記載
不備（運輸規則第３７条第１項）

0 0

タクシー 2019 2 6

小野タクシー株式会社
（法人番号
5140001076624）代表
者加門昭三

兵庫県小野市本町５番
地１号

本社
兵庫県小野市本
町５番地１号

輸送施設の使用停止
（３０日車）

道路運送法第２７条
第３項

平成３０年１１月６日、労働局からの通報を端緒に監査を実施。６件
の違反が認められた。（１）点呼の記録事項義務違反（旅客自動車運
送事業運輸規則（以下、「運輸規則」）第２４条第５項）、（２）乗
務等の記録事項義務違反（運輸規則第２５条第３項、第４項）、
（３）乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第３７条第１項）、
（４）運転者の適性診断受診義務違反（運輸規則第３８条第２項）、
（５）整備管理者の研修受講義務違反（運輸規則第４６条）、（６）
運行管理者の講習（一般講習）受講義務違反（運輸規則第４８条の４
第１項）

3 3

タクシー 2019 2 6

下関山電タクシー株式会
社法人番号（６２５００
０１００５６７８）代表
者有地清人

山口県下関市椋野町３
丁目６－２

本社営業所
山口県下関市椋
野町３丁目６－
２

輸送施設の使用停止
（２０日車）及び文
書警告

道路運送法第２７条
第３項

死亡事故を惹起したことを端緒として、平成３０年６月１９日、同年
８月２２日及び同年９月２０日に監査を実施。７件の違反が認められ
た。（１）点呼の記録義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下
運輸規則）第２４条第５項）（２）点呼の記録事項義務違反（運輸規
則第２４条第５項）（３）乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第２
５条第３項及び第４項）（４）乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸
規則第３７条第１項）（５）運転者に対する指導監督義務違反（運輸
規則第３８条第１項）（６）特定の運転者に対する指導監督義務違反
（運輸規則第３８条第２項）（７）特定の運転者に対する適性診断受
診義務違反（運輸規則第３８条第２項）

2 2

貨物 2019 2 7
株式会社邦友法人番号
（３２４０００１０２４
８６３）代表者石井浩彦

広島県三次市東酒屋町
１１２３－５

東酒屋営業
所

広島県三次市東
酒屋町１１２３
－５

輸送施設の使用停止
（１０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項及
び第４項

死亡事故を惹起したことを端緒として、平成３０年６月２０日及び同
年８月２１日に監査を実施。９件の違反が認められた。（１）乗務時
間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下安全規
則）第３条第４項）（２）健康状態の把握義務違反（安全規則第３条
第６項）（３）点呼の記録事項義務違反（安全規則第７条第５項）
（４）乗務等の記録事項義務違反（安全規則第８条第１項）（５）運
行記録計による記録義務違反（安全規則第９条）（６）運転者台帳の
記載事項義務違反（安全規則第９条の５第１項）（７）運転者に対す
る指導監督義務違反（安全規則第１０条第１項）（８）運転者に対す
る指導監督の記録義務違反（安全規則第１０条第１項）（９）運転者
に対する指導監督の記録事項義務違反（安全規則第１０条第１項）

1 1

貨物 2019 2 7
有限会社宗像運輸（法人
番号2320002018485）
代表者宗像豊

大分県豊後大野市犬飼
町大字下津尾3487-4

本社営業所
大分県豊後大野
市犬飼町下津尾
3487-4

輸送施設の使用停止
（60日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項、法第17
条第4項、法第60条
第1項

平成30年7月19日、監査実施。17件の違反が認められた。(1)報告義務
違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項)、(2)健康状態の把握義務違反
(貨物自動車運送事業運輸安全規則（以下「安全規則」）第3条第6項)、
(3)運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(4)運転者台
帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(5)運行管理者の講習
受講義務違反(安全規則第23条第1項)、(6)点呼の実施義務違反(安全規
則第7条)、(7)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(8)点呼の記
録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(9)乗務等の記録事項義務違反
(安全規則第8条)、(10)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9
条)、(11)乗務時間等の基準の遵守違反(安全規則第3条第4項)、(12)運
転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(13)運転者に対す
る指導監督の記録義務違反(安全規則第10条第1項)、(14)運転者に対す
る指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1項)、(15)特定運転
者に対する特別な指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(16)特定運転
者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(17)整備管
理者の研修受講義務違反(安全規則第15条)

6 6

タクシー 2019 2 7

三八五観光タクシー株式
会社（法人番号８４２０
００１００２０２０）
代表者田邊豊彦

青森県青森市合浦一丁
目２番地４号

本社営業所
青森県青森市合
浦一丁目２番地
４号

輸送施設の使用停止
（７０日車）及び文
書警告

道路運送法第２７条
第３項

平成３０年１１月２１日、監査方針を端緒として監査を実施した結
果、3件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第３８条第１
項）、（２）指導要領制定義務違反（運輸規則第４０条第１項）、
（３）自動車検査証の有効期間の更新違反（運輸規則第４５条及び道
路運送車両法第５８条第１項）

7 7

タクシー 2019 2 7

田中タクシー株式会社
（法人番号
1340001010640） 代
表者武光宏

鹿児島県奄美市名瀬伊
津部町1-7

本社営業所
鹿児島県奄美市
名瀬伊津部町10-
25

輸送施設の使用停止
（70日車）、文書警
告、文書勧告

道路運送法第27条第
3項

平成30年9月5日、監査実施。16件の違反が認められた。(1)運賃・料
金・運送約款の公示義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下
「運輸規則」）第4条第1項）、(2)運行管理者の補助者の要件違反（運
輸規則第47条の9第3項）、(3)運行管理規程の制定義務違反（運輸規則
第48条の2）、(4)疾病、疲労等のおそれのある乗務（運輸規則第21条
第5項）、(5)点呼の実施義務違反（運輸規則第24条）、(6)点呼の記録
事項義務違反（運輸規則第24条第5項）、(7)乗務等の記録事項義務違
反（運輸規則第25条）、(8)乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則
第37条第1項）、(9)運転者に対する指導監督違反（運輸規則第38条第1
項）、(10)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反
（運輸規則第38条第1項）、(11)運転者に対する指導監督の記載事項義
務違反（運輸規則第38条第1項）、(12)特定運転者に対する特別な指導
監督違反（運輸規則第38条第2項）、(13)特定運転者に対する適性診断
受診義務違反（運輸規則第38条第2項）、(14)指導主任者の届出義務違
反(運輸規則第68条第1項第3号)、(15)指導主任者の転任（退任）届出義
務違反(運輸規則第68条第1項第4号)、(16)地理・応接の指導監督の記
録、保存義務違反（運輸規則第40条第3項）

7 7



タクシー 2019 2 7

株式会社光タクシー（法
人番号
8290001055197） 代
表者三浦淳次

福岡県うきは市吉井町
742

本社営業所
福岡県うきは市
吉井町742

輸送施設の使用停止
（30日車）、文書警
告

道路運送法第27条第
3項

平成30年9月20日、監査実施。13件の違反が認められた。(1)疾病、疲
労等のおそれのある乗務（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸
規則」）第21条第5項）、(2)苦情処理の記録の記載事項不備違反（運
輸規則第3条第2項）、(3)乗務員台帳の作成義務違反（運輸規則第37条
第1項）、(4)乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条第1
項）、(5)運行管理規程の制定義務違反（運輸規則第48条の2）、(6)点
呼の実施義務違反（運輸規則第24条）、(7)点呼の記録事項義務違反
（運輸規則第24条第5項）、(8)乗務時間等の基準の遵守違反（運輸規
則第21条第1項）、(9)指導要領制定義務違反（運輸規則第40条第1
項）、(10)運転者に対する指導監督違反（運輸規則第38条第1項）、
(11)特定運転者に対する特別な指導監督違反（運輸規則第38条第2
項）、(12)特定運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第38
条第2項）、(13)整備管理者の研修受講義務違反（運輸規則第46条）

3 3

乗合バス 2019 2 7
湖国バス株式会社（法人
番号4160001008270）
代表者立川敬一

滋賀県彦根市駅東町１
５番１

長浜
滋賀県長浜市西
上坂町榎実１２
８番地

輸送施設の使用停止
（１０日車）

道路運送法第２７条
第３項

平成３０年１０月１０日、法令違反の疑いを端緒に監査を実施。１件
の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督義務違反（旅客
自動車運送事業運輸規則第３８条第１項）

1 1

貸切バス 2019 2 7

大原観光交通株式会社法
人番号（４２６０００１
０２０７３６）代表者
野々上和文

岡山県美作市古町１７
８４－３

本社営業所
岡山県美作市古
町１７８４－３

文書警告（処分日車
数５０日車のため、
一般貸切旅客自動車
運送事業者に対する
行政処分等の基準
３．（６）による）

道路運送法第２７条
第３項

継続監視の監査対象として、平成３０年１２月１９日及び平成３１年
１月２１日に監査を実施。６件の違反が認められた。（１）運送引受
書の記載事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下運輸規
則）第７条の２第１項）（２）乗務時間等告示の遵守違反（運輸規則
第２１条第１項）（３）点呼の記録事項義務違反（運輸規則第２４条
第５項）（４）乗務員台帳の作成義務違反（運輸規則第３７条第１
項）（５）乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第３７条第１
項）（６）運転者に対する指導監督義務違反（運輸規則第３８条第１
項）

5 5

貨物 2019 2 8

八戸鮮魚輸送企業組合
（法人番号６４２０００
５００３０１７） 代表
者平良一

青森県八戸市大字鮫町
字日出町７

本社営業所
青森県八戸市大
字鮫町字日出町
７

文書警告
貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年８月８日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、1件
の違反が認められた。（１）点呼の記録事項義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第７条第５項）

0 0

貨物 2019 2 8

すぎ急送株式会社（法人
番号８２２０００１００
９１９２） 代表者杉本
裕

石川県白山市橋爪町３
３８－２

本社営業所
石川県白山市橋
爪町３３８－２

許可の取り消し
貨物自動車運送事業
法第３２条

所在不明事業者であることを端緒として調査を実施。相当の期間事業
を行っていないものと認められた。

0 -

貨物 2019 2 8

有限会社金沢みなと運送
（法人番号４２２０００
２００８２７１） 代表
者伊藤隆浩

石川県金沢市湊４－１
４－３

本社営業所
石川県金沢市湊
４－１４－３

許可の取り消し
貨物自動車運送事業
法第３２条

所在不明事業者であることを端緒として調査を実施。相当の期間事業
を行っていないものと認められた。

0 -

貨物 2019 2 8
株式会社和（法人番号９
２２０００１０１４２４
１） 代表者中町和美

石川県野々市市二日市
町５７１－１

本社営業所
石川県金沢市東
蚊爪町ラ２３－
１

許可の取り消し
貨物自動車運送事業
法第３２条

所在不明事業者であることを端緒として調査を実施。相当の期間事業
を行っていないものと認められた。

0 -

貨物 2019 2 8
有限会社和（法人番号８
２２０００２００７８９
７） 代表者中町和也

石川県野々市市押野３
－５９

本社営業所
石川県金沢市駅
西本町４－５０
６

許可の取り消し
貨物自動車運送事業
法第３２条

所在不明事業者であることを端緒として調査を実施。相当の期間事業
を行っていないものと認められた。

0 -

貨物 2019 2 8
希望運輸株式会社（法人
番号1180001014328）
代表取締役靏見秀明

愛知県名古屋市南区丹
後通５－８－１

知多

知多市にしの台
２丁目５０７番
地 Ｎｉｃｅｌ
ｙ ＩＴＯ １
Ａ

輸送施設の使用停止
（１０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年１０月１８日、監査方針に基づいて監査実施。２件の違反
が認められた。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則（以下「安全規則」）第７条第１項及び第２項）、（２）運
行管理者に対する指導監督違反（安全規則第２２条）

1 1

貨物 2019 2 8

阪神デーリー運輸株式会
社（法人番号
1140001093037）代表
者太子雄璽

兵庫県西宮市上甲子園
４丁目７番３１号

本社
兵庫県西宮市上
甲子園４丁目７
番３１号

文書警告
貨物自動車運送事業
法第１７条第１項

平成３０年１１月８日、労働局からの通報を端緒に監査を実施。１件
の違反が認められた。（１）乗務時間等の告示の遵守違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第３条第４項）

0 0

貨物 2019 2 8

システムトランスポート
有限会社（法人番号
8490002007409)代表者
山脇孝一

高知県高知市桟橋通５
丁目４－１

本社営業所
高知県高知市桟
橋通５丁目４－
１

輸送施設の使用停止
（50日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項、第
4項

平成30年5月21日、労働局と合同で監査を実施したところ、7件の違反
が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所
定の拘束時間及び連続運転時間の限度を超え、また所定の休息期間が
十分確保されない状態で乗務していた者があったこと（安全規則第3条
第4項）、(2)運転者に対する点呼が確実になされていなかったこと（安
全規則第7条第1項、第2項、第3項）、(3)運転者に対する点呼の実施結
果の記録内容が不適切であったこと（安全規則第7条第5項）、(4)運転
者の乗務について定められた事項の記録が不適切であったこと（安全
規則第8条）、(5)運行記録計による記録が確実になされていなかったこ
と（安全規則第9条）、(6)運転者台帳について定められた事項の記録が
不適切であったこと（安全規則第9条の5第1項）、(7)運行管理者に対
して、法令で定められた講習を受講させていなかったこと（安全規則
第23条第1項）

5 5

タクシー 2019 2 8

タカラ自動車株式会社
（法人番号
3122001024582）代表
者岩﨑謙一

大阪府東大阪市荒本西
３丁目５番３号

本社
大阪府東大阪市
荒本西３丁目５
番３号

輸送施設の使用停止
（１０日車）

道路運送法第２７条
第３項

平成３０年１１月３０日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実
施。１件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督義務違
反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１項）

1 1

タクシー 2019 2 8

第一交通株式会社法人番
号（８２８０００２００
１３００）代表者荒木浩
幸

島根県松江市東朝日町
２８１

本社営業所
島根県松江市東
朝日町２８１

輸送施設の使用停止
（２０日車）

道路運送法第２７条
第３項

死亡事故を惹起したことを端緒として、平成３０年６月１４日に監査
を実施。２件の違反が認められた。（１）整備管理者の研修受講義務
違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下運輸規則）第４６条）
（２）運行管理者の講習受講義務違反（運輸規則第４８条の４第１
項）

2 2

乗合バス 2019 2 8
北九西鉄タクシー株式会
社（4290801021674）
代表者江頭慎一

福岡県北九州市八幡東
区昭和2-6-15

小倉営業所
福岡県北九州市
小倉北区青葉1-
2-32

文書警告
道路運送法第27条第
3項

平成30年12月13日、監査実施。3件の違反が認められた。（1）乗務時
間等の基準の遵守違反（旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規
則」)第21条第1項）、（2）乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則
第37条第1項）、（3）運転者に対する指導監督の記録違反（運輸規則
第38条第1項）

0 0

貨物 2019 2 12
有限会社浜松流通（法人
番号2080402013573）
代表取締役齋藤 哲

静岡県浜松市南区本郷
町１３１６番地の１３

本社
静岡県浜松市南
区本郷町字八尻
１３１６番１３

輸送施設の使用停止
（４０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項及
び第４項

平成３０年１０月２９日、関係機関からの情報を端緒として監査実
施。４件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４
項）、（２）特定の運転者に対する指導監督違反（安全規則第１０条
第２項）、（３）特定の運転者に対する適性診断受診義務違反（安全
規則第１０条第２項）、（４）整備管理者の研修受講義務違反（安全
規則第１５条）

4 4

貨物 2019 2 12

有限会社ナカハラ輸送
（法人番号
6180302008965） 代
表取締役尾﨑賢二

愛知県豊橋市中原町字
東山８２番地の２

本社
愛知県豊橋市中
原町字東山８２
－２

輸送施設の使用停止
（４０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項及
び第４項

平成３０年１０月２２日、監査方針に基づいて監査実施。４件の違反
が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、（２）点呼
の実施義務違反（安全規則第７条第１項及び第２項）、（３）点呼の
記録記載不備（安全規則第７条第５項）、（４）運行記録計による記
録義務違反（安全規則第９条）

4 4



貨物 2019 2 12
有限会社豊清運輸（法人
番号8180302009631 ）
代表取締役西原龍文

愛知県豊橋市神野新田
町字クノ割５２番地２

本社
愛知県豊橋市神
野新田町字ホノ
割４番地

輸送施設の使用停止
（６０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年１０月２４日、監査方針に基づいて監査実施。４件の違反
が認められた。（１）健康状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第６項）、（２）特定の運
転者に対する指導監督違反（安全規則第１０条第２項）、（３）特定
の運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第１０条第２
項）、（４）運行管理者の解任届出違反（安全規則第１９条）

6 6

貨物 2019 2 12 吉野友治
大阪府寝屋川市国松町
３０－１

本店
大阪府寝屋川市
国松町３０－１

輸送施設の使用停止
（２０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第３項

平成３０年１０月２５日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実
施。１件の違反が認められた。（１）過積載運送（貨物自動車運送事
業法第１７条第３項

2 2

貨物 2019 2 12

高梁運輸株式会社法人番
号（１２６０００１０２
３６７５）代表者片岡寿
春

岡山県高梁市津川町今
津２５４２－１

真庭営業所
岡山県真庭市宮
地２２５２

輸送施設の使用停止
（４０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法第９条第３項後
段、第１７条第１項
及び第４項

死亡事故を惹起したことを端緒として、平成２９年１１月７日及び平
成３０年９月６日に監査を実施。８件の違反が認められた。（１）事
業計画変更の事後届出違反（営業所の位置）（貨物自動車運送事業施
行規則第７条第１項第３号）（２）乗務時間等告示の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則（以下安全規則）第３条第４項）（３）
健康状態の把握義務違反（安全規則第３条第６項）（４）点呼の実施
義務違反（安全規則第７条第１項及び第２項）（５）点呼の記録義務
違反（安全規則第７条第５項）（６）乗務等の記録事項義務違反（安
全規則第８条第１項）（７）運転者に対する指導監督義務違反（安全
規則第１０条第１項）（８）運転者に対する指導監督の記録義務違反
（安全規則第１０条第１項）

4 4

貨物 2019 2 12
有限会社弘田鉄建（法人
番号3490002004385)代
表者弘田澄雄

高知県高知市朝倉南町
８－２３

本社営業所
高知県高知市朝
倉南町８－２３

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第1項、第
4項

平成31年1月18日、死亡事故を端緒として監査を実施したところ、5件
の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が不適切であ
り、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度を超え、また所定の休息
期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと（安全規
則第3条第4項）、(2)運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適
切であったこと（安全規則第7条第5項）、(3)運転者の乗務について定
められた事項の記録が不適切であったこと（安全規則第8条）、(4)運行
記録計による記録が確実になされていなかったこと（安全規則第9
条）、(5)新たに雇い入れした運転者に対して法令で定められた適性診
断を受診させていなかったこと（安全規則第10条第2項）

0 0

貨物 2019 2 12
株式会社山勇商事（法人
番号4350001010447）
代表者有尾勇三

宮崎県小林市細野1973-
3

本社営業所
宮崎県小林市細
野1944-3

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

平成30年9月27日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)過積載運送
(貨物自動車運送事業法第17条第3項)

3 3

タクシー 2019 2 12

株式会社エキマエタク
シー（法人番号
7310001003526） 代
表者川添暢也

長崎県長崎市大橋町25-
6

諫早営業所
長崎県諫早市城
見町830-1

輸送施設の使用停止
（40日車）、文書警
告

道路運送法（以下
「法」）第16条第1
項、法第27条第3項

平成30年8月23日、監査実施。7件の違反が認められた。(1)事業計画
(自動車車庫)に定める業務の確保違反（道路運送法第16条第1項）、(2)
点呼の記録義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規
則」）第24条第5項）、(3)点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条
第5項）、(4)乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第25条）、(5)乗務
員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条第1項）、（6）運転者に
対する指導監督違反（運輸規則第38条第1項）、(7)特定運転者に対す
る特別な指導監督違反（運輸規則第38条第2項）

4 4

貸切バス 2019 2 12

共栄観光株式会社法人番
号（６２５０００１０１
０１９０）代表者加地日
出男

山口県光市小周防１７
３５－１４

本社営業所
山口県光市小周
防１７３５－１
４

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

継続監視の監査対象として、平成３１年１月１１日に監査を実施。２
件の違反が認められた。（１）運送引受書の記載事項義務違反（旅客
自動車運送事業運輸規則（以下運輸規則）第７条の２第１項）（２）
点呼の記録事項義務違反（運輸規則第２４条第５項）

14 0

貨物 2019 2 13

有限会社太正商運（法人
番号４４６０３０２００
３３３７） 代表者太田
正直

北海道常呂郡佐呂間町
字共立１８３－１、２

北見営業所
北海道北見市川
東３８４－１８

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第１０
条第２項

平成３１年１月１６日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況
を端緒として監査を実施。１件の違反が認められた。（１）特定運転
者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第１０条第２項）

0 0

貨物 2019 2 13

有限会社アイゼンエン
タープライズ（法人番号
3021002070992）代表
者普川賢司

神奈川県横須賀市秋谷
４１６５－１１

戸塚

神奈川県横浜市
戸塚区前田町１
２５４－７三國
第一ビル２０１

輸送施設の使用停止
（120日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第13条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年7月19日、監査を
実施。5件の違反が認められた。（1）点呼の実施義務違反等（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条）、（2）乗務等の記録事項義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（3）運転者に対す
る指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、
（4）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13
条）、（5）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1
項）

12 12

貨物 2019 2 13
小野運送有限会社（法人
番号3011802001652）
代表者小野隆介

東京都葛飾区高砂６－
１５－８

本社
東京都葛飾区高
砂６－１５－８

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平成30年9月
28日、監査を実施。1件の違反が認められた。（1）運転者に対する指
導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2019 2 13
向栄物流株式会社（法人
番号9080002015427）
代表取締役向出直人

静岡県島田市湯日５６
番地１

本社
静岡県島田市湯
日５６－１

輸送施設の使用停止
（１２０日車）及び
文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第４項

平成３０年１０月３日、監査方針に基づいて監査実施。６件の違反が
認められた。（１）事業計画変更認可違反（法第９条第１項）、
（２）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則（以下「安全規則」）第３条第４項）、（３）点呼の実施義務違反
（安全規則第７条第１項及び第２項並びに第３項）、（４）点呼の記
録記載不備（安全規則第７条第５項）、（５）行指示書の作成・指
示・携行義務違反（安全規則第９条の３第１項及び第２項並びに第３
項）、（６）車両の不正改造（安全規則第１３条）

12 12

貨物 2019 2 13

有限会社山幸運輸法人番
号（４２４０００２０４
０８６７）代表者渡邊龍
馬

広島県福山市新市町大
字新市５２５－３

本社営業所
広島県福山市御
幸町大字森脇５
０９－１０

輸送施設の使用停止
（６０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項及
び第４項

死亡事故を惹起したことを端緒として、平成３０年６月２１日及び同
年８月２８日に監査を実施。１１件の違反が認められた。（１）乗務
時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下安全
規則）第３条第４項）（２）健康状態の把握義務違反（安全規則第３
条第６項）（３）点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１項及び第
２項）（４）点呼の記録義務違反（安全規則第７条第５項）（５）点
呼の記録事項義務違反（安全規則第７条第５項）（６）乗務等の記録
事項義務違反（安全規則第８条第１項）（７）運転者台帳の記載事項
義務違反（安全規則第９条の５第１項及び第２項）（８）運転者に対
する指導監督義務違反（安全規則第１０条第１項）（９）運転者に対
する指導監督の記録義務違反（安全規則第１０条第１項）（１０）特
定の運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第１０条第２項）
（１１）特定の運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第１
０条第２項）

6 6

タクシー 2019 2 13

株式会社ウルマツアーリ
ングサービス （法人番
号5040001055241）
代表者 潤間 崇徳

千葉県市原市五井８８
２４番地

本社営業所
千葉県市原市五
井８８２４番地

輸送施設の使用停止
（10日車）

運送法第27条第3項

平成30年5月14日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実施。4
件の違反が認められた。(1)健康状態の把握義務違反(旅客自動車運送事
業運輸規則(以下､運輸規則)第21条第5項)､(2)運転者に対する指導監督
義務違反(運輸規則第38条第1項)､(3)高齢運転者に対する告示で定める
特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､(4)高齢運転者に対する適
性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)

1 1

タクシー 2019 2 13 日高 志津子 愛知県高浜市 本社 愛知県高浜市
輸送施設の使用停止
（２０日車）及び文
書警告

道路運送法（以下
「法」）第２７条第
３項

平成３０年１０月２４日、監査方針に基づいて監査実施。４件の違反
が認められた。（１）運賃料金の変更認可違反（法第９条の３第１
項）、（２）点呼の記録記載不備（旅客自動車運送事業運輸規則（以
下「運輸規則」）第２４条第５項）、（３）乗務員台帳の作成義務違
反（運輸規則第３７条第１項）、（４）乗務員台帳の記載不備（運輸
規則第３７条第１項）

2 2



貸切バス 2019 2 13

株式会社毎日観光（法人
番号：
9021001020480） 代
表者 田口たみ子

神奈川県厚木市幸町10-
15

本社営業所
神奈川県厚木市
幸町10-15

輸送施設の使用停止
（310日車）

道路運送法第9条の2
第1項

平成30年8月3日及び平成30年8月24日、定期的な監査を実施。13件の
違反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法(以下｢運
送法｣)第9条の2第1項)､(2)営業区域外旅客運送(運送法第20条)､(3)運行
管理者の選任義務違反(運送法第23条第1項)､(4)運送引受書の記載事項
の不備(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第7条の2第1項)､
(5)疾病のおそれのある乗務(運輸規則第21条第5項)､(6)乗務等の記録の
記載事項不備(運輸規則第25条第2項)､(7)運行指示書の記載事項不備(運
輸規則第28条の2第1項)､(8)日雇い運転者等の選任禁止違反(運輸規則第
36条第1項)､(9)乗務員台帳の作成､備付け義務違反(運輸規則第37条第1
項)､(10)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)､
(11)初任運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､
(12)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)､
(13)定期点検整備等の未実施(運輸規則第45条)

31 31

貸切バス 2019 2 13

ちとせ観光バス株式会社
（法人番号：
3060001014783） 代
表者 橋本猛

栃木県小山市羽川517-
84

本社営業所
栃木県小山市羽
川517-84

輸送施設の使用停止
（55日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第5
項

平成30年7月10日、定期的な監査を実施。3件の違反が認められた。(1)
疾病のおそれのある乗務(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規
則｣)第21条第5項)､(2)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第
38条第1項)､(3)定期点検整備等の未実施(運輸規則第45条)

6 6

貨物 2019 2 14

星崎運輸株式会社（法人
番号９１８０００１０１
５４７５） 代表者市野
信幸

愛知県名古屋市南区南
野２－５０

富山営業所
富山県射水市橋
下条１７４６－
２

輸送施設の使用停止
（４０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項及
び同法第１７条第４
項

平成３０年７月２０日、監査実施。６件の違反が認められた。（１）
乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条
第４項）（２）点呼の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
７条第１項～第３項）（３）点呼の記録違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第７条第５項）（４）乗務等の記録違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第８条）（５）整備不良車両等（道路運送車両法第
４１条及び第47条）（６）定期点検整備等の未実施（道路運送車両法
第４８条）

4 4

貨物 2019 2 14
ミツワ運送株式会社（法
人番号5480001002463)
代表者犬伏正明

徳島県徳島市春日１－
３－２３

本社営業所
徳島県徳島市春
日１－３－２３

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

平成30年11月27日、重傷事故を端緒として監査を実施したところ、5件
の違反が確認された。(1)運転者に対する点呼が確実になされていな
かったこと（安全規則第7条第1項、第2項、第3項）、(2)運転者に対す
る点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと（安全規則第7条第
5項）、(3)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に
対する指導監督が不適切であったこと（安全規則第10条第1項）、(4)
事故を引き起こした運転者に対して事業用自動車の運行の安全を確保
するために遵守すべき事項についての特別な指導が不適切だったこと
（安全規則第10条第2項）、(5)事故を引き起こした運転者に対して法
令で定められた適性診断を受診させていなかったこと（安全規則第10
条第2項）

0 0

貨物 2019 2 14

ＴＳネットワーク株式会
社（法人番号
4010501020401） 代
表者中西健次

東京都台東区浅草橋4-
17-7

福岡支店
福岡県筑紫野市
上古賀2-1-1

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

平成30年10月19日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)整備管理
者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第15条)

1 1

タクシー 2019 2 14

有限会社日章ハイヤー
（法人番号
9490002011938)代表者
野村和史

高知県南国市立田５９
３－２

立田営業所
高知県南国市立
田５９３－２

輸送施設の使用停止
（30日車)及び文書警
告

道路運送法第27条第
3項

平成30年10月30日、労働局と合同で監査を実施したところ、8件の違反
が確認された。(1)運転者に対する点呼が確実になされていなかったこ
と（運輸規則第24条第1項、第2項）、(2)運転者に対する点呼の実施結
果の記録内容が不適切であったこと（運輸規則第24条第5項）、(3)運
転者の乗務について定められた事項の記録が不適切であったこと（運
輸規則第25条第3項、第4項）、(4)乗務員台帳の作成が確実になされて
いなかったこと（運輸規則第37条第1項）、(5)乗務員台帳について定
められた事項の記録が不適切であったこと（運輸規則第37条第1項）、
(6)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する
指導監督が不適切であったこと（運輸規則第38条第1項）、(7)高齢運
転者に対して事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき
事項についての特別な指導が不適切だったこと（運輸規則第38条第2
項）、(8)高齢運転者に対して法令で定められた適性診断を受診させて
いなかったこと（運輸規則第38条第2項）

3 3

貨物 2019 2 15
第一物流株式会社（法人
番号3180001096819 ）
代表取締役森 敏彦

愛知県海部郡蟹江町須
成西１０丁目８

本社
愛知県海部郡蟹
江町須成西１０
丁目８番

輸送施設の使用停止
（３０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第４項

平成３０年１０月２４日、監査方針に基づいて監査実施。３件の違反
が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、（２）点呼
の実施義務違反（安全規則第７条第１項及び第２項）、（３）報告義
務違反（法第６０条第１項）

3 3

貨物 2019 2 15
伊藤急配株式会社（法人
番号8180001021508）
代表取締役伊藤 真

愛知県名古屋市熱田区
横田１－１１－７

本社
愛知県名古屋市
熱田区横田１－
１１－７

輸送施設の使用停止
（２０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第４項

平成３０年１０月２５日、監査方針に基づき監査実施。３件の違反が
認められた。（１）特定の運転者に対する適性診断受診義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第１０条第２
項）、（２）特定の運転者に対する指導監督違反（安全規則第１０条
第２項）、（３）社会保険等加入義務者の一部未加入（法第２５条第
２項）

2 2

貨物 2019 2 15

名古屋第一物流株式会社
（法人番号
2180301002865） 代
表取締役細谷博樹

愛知県岡崎市鴨田町字
辻１１番５ デラパー
トＢ

本社

愛知県岡崎市鴨
田町字辻１１番
５ デラパート
Ｂ

輸送施設の使用停止
（１０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項及
び第４項

平成３０年１０月４日、監査方針に基づき監査実施。２件の違反が認
められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、（２）点呼の実
施義務違反（安全規則第７条第１項及び第２項並びに第３項）

1 1

貨物 2019 2 15

淡路共正陸運株式会社
（法人番号
1140001084556)代表者
尾上昌史

兵庫県洲本市納３１９ 香川営業所
香川県坂出市西
大浜北４丁目３
９－５

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第1項

平成31年1月18日、労働局と合同で監査を実施したところ、1件の違反
が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、連
続運転時間の限度を超えて乗務していた者があったこと（安全規則第3
条第4項）

0 0

貨物 2019 2 18

有限会社萱森運輸（法人
番号３３８０００２０２
０６９９） 代表者萱森
久

福島県須賀川市矢沢字
大池上１４７－５

本社営業所

福島県須賀川市
矢沢字大池上１
４７－４、１４
７－５

輸送施設の使用停止
（１０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項、法第
１７条第４項

平成３０年４月１３日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、4
件の違反が認められた。（１）健康状態の把握義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第６項）、（２）
点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１項、第２項）、（３）点呼
の記録事項義務違反（安全規則第７条第５項）、（４）運転者台帳の
作成義務違反（安全規則第９条の５第１項）

1 1

貨物 2019 2 18
株式会社英（法人番号６
１１０００１００８６０
４） 代表者皆川尚英

新潟県新潟市江南区曙
町５－３－４１

本社営業所
新潟県新潟市江
南区曙町５－３
－４１

文書警告

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項及
び同法第１７条第４
項

平成２９年１０月２５日、監査実施。３件の違反が認められた。
（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第３条第４項）（２）健康状態の把握違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第３条第６項）（３）運転者台帳（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第９条の５第１項）

0 0

貨物 2019 2 18

伸和運輸株式会社（法人
番号８１１０００１０１
４９６３） 代表者石綿
覚

新潟県三条市一ツ屋敷
新田６０７－１

本社営業所
新潟県三条市一
ツ屋敷新田６０
７－１

輸送施設の使用停止
（２０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項及
び同法第１７条第４
項

平成３０年９月１９日、監査実施。５件の違反が認められた。（１）
乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条
第４項）（２）指導監督告示による運転者に対する指導及び監督違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第１項）（３）指導監督
告示による運転者に対する特別な指導及び運転適性診断受診義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第２項）（４）運行管理
者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第２３条第
１項）

2 2



貨物 2019 2 18
丸喜運輸株式会社（法人
番号1180001048169）
代表取締役前澤清孝

愛知県名古屋市中川区
富永３丁目３４１番地

本社
愛知県名古屋市
中川区富永３丁
目３４１

輸送施設の使用停止
（４０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項及
び第４項

平成３０年１０月１７日、監査方針に基づいて監査実施。５件の違反
が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、（２）点呼
の実施義務違反（安全規則第７条第１項及び第２項並びに第３項）、
（３）点呼の記録記載不備（安全規則第７条第５項）、（４）特定の
運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第１０条第２項）、
（５）整備管理者の選任（変更）届出違反（安全規則第１３条）

4 4

貨物 2019 2 18
株式会社フェイス（法人
番号9230001012830）
代表取締役前田保男

富山県射水市浄土寺１
６８０番地

東海
岐阜県安八郡安
八町南條１２３
５－１

輸送施設の使用停止
（６０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項及
び第４項

平成３０年９月６日、関係機関からの情報を端緒として監査実施。６
件の違反が認められた。（１）健康状態の把握義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第６項）、（２）
点呼の実施不適切（安全規則第７条第１項及び第２項）、（３）運転
者に対する指導監督違反（安全規則第１０条第１項）、（４）運転者
に対する指導監督の記録記載不備（安全規則第１０条第１項）、
（５）整備管理者の研修受講義務違反（安全規則第１５条）、（６）
運行管理者の講習受講義務違反（安全規則第２３条第１項）

6 6

タクシー 2019 2 18

兼六笠舞タクシー株式会
社（法人番号７２２００
０１００２６２８） 代
表者中嶋広幸

石川県金沢市笠舞１－
１７－１８

本社営業所
石川県金沢市笠
舞１－１７－１
８

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

平成３０年１０月１８日、監査実施。１件の違反が認められた。
（１）疾病、疲労等のおそれのある乗務（旅客自動車運送事業運輸規
則第２１条第５項）

0 0

貸切バス 2019 2 18
有限会社細川観光（法人
番号1140002031152）
代表者階戸佐津子

兵庫県三木市細川町細
川中５５１番地３号

観光バス
兵庫県三木市細
川町金屋字粟坪
１５２番地４号

輸送施設の使用停止
（２７０日車）

道路運送法第９条の
２第１項

平成３０年９月１１日及び同年９月１９日、法令違反の疑いを端緒に
監査を実施。１０件の違反が認められた。（１）運賃料金変更事前届
出違反（道路運送法第９条の２第１項）、（２）運送引受書の交付義
務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第７条の
２第１項）、（３）点呼の記録義務違反（運輸規則第２４条第５
項）、（４）乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第２５条第１項、
第２項、第４項）、（５）運行指示書の記載事項義務違反（運輸規則
第２８条の２第１項）、（６）日雇い運転者等の選任禁止違反（運輸
規則第３６条第１項）、（７）乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸
規則第３７条第１項）、（８）運転者に対する指導監督義務違反（運
輸規則第３８条第１項）、（９）運転者に対する適性診断受診義務違
反（運輸規則第３８条第２項）、（１０）整備管理者の研修受講義務
違反（運輸規則第４６条）

27 27

貨物 2019 2 19

村山運輸株式会社（法人
番号７３９０００１００
９１５２） 代表者佐藤
正一

山形県村山市大字本飯
田字下新宿７８９番地
の５

本社営業所

山形県村山市大
字本飯田字下新
宿７８９番地の
５

輸送施設の使用停止
（４０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項、法第
１７条第４項

平成３０年２月２１日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、3
件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、
（２）運行指示書の作成義務違反（安全規則第９条の３第１項）、
（３）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第１０条第１項）

4 4

貨物 2019 2 19
株式会社ヤナイ（法人番
号５３８０００２０１８
７６６） 代表者矢内茂

福島県西白河郡矢吹町
北町１９０番地３

本社営業所

福島県西白河郡
矢吹町滝八幡１
７３番、１７３
番２

輸送施設の使用停止
（１０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第４項、法第
６０条第１項

平成３０年７月２日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、6件
の違反が認められた。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７条第１項、第２項、第３
項）、（２）点呼の記録事項義務違反（安全規則第７条第５項）、
（３）運転者台帳の作成義務違反（安全規則第９条の５第１項）、
（４）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第１０条
第２項）、（５）整備管理者の選任（変更）未届出違反（安全規則第
１３条及び道路運送車両法第５２条）、（６）報告義務違反（貨物自
動車運送事業法第６０条第１項）

1 1

貨物 2019 2 19

大西運輸サービス株式会
社（法人番号
2122001001260）代表
者平野裕一

大阪府八尾市桂町１丁
目５４番２号

本社
大阪府八尾市桂
町１丁目５４番
２号

輸送施設の使用停止
（２０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第３項

平成２９年１２月２０日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実
施。６件の違反が認められた。公安委員会からの道路交通法第１０８
条の３４の規定に基づく通知件数(放置行為)が過去一年以内に総和が１
０件に達した。（1）運転者の指導監督義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第1項）、（２）点呼の実施義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第７条）、（３）点呼の記録事項違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第７条第５項）、（４）乗務等の記録事項
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第８条）、（５）運転者台帳
の記載事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条の５第
１項）、（６）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第２３条第１項）

3 2

貨物 2019 2 19

株式会社サカイ引越セン
ター（法人番号
6120101002720）代表
者田島哲康

大阪府堺市堺区石津北
町５６

松原支社
大阪府松原市上
田６丁目５－９

文書警告
貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

公安委員会からの道路交通法第１０８条の３４の規定に基づく通知件
数（放置行為）が過去一年以内に３件に達した。（1）運転者の指導監
督義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第１項）

0 0

貸切バス 2019 2 19

有限会社鹿沼観光バス
（法人番号：
9060002019941） 代
表者 増渕孝一

栃木県鹿沼市西茂呂4-
13-17

本社営業所
栃木県鹿沼市茂
呂45-7

文書警告（処分日車
数40日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3.(6)
による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

平成30年12月19日、定期的な監査を実施。1件の違反が認められた。
(1)運転者に対する指導監督等義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第
38条第1項)

49 4

貸切バス 2019 2 19

有限会社萩観光バス法人
番号（５２５０００２０
１３４１７）代表者長岡
為寿

山口県萩市大字椿東字
後小畑５７０３－１

本社営業所
山口県萩市大字
椿東字後小畑５
７０３－１

文書警告（処分日車
数４０日車のため、
一般貸切旅客自動車
運送事業者に対する
行政処分等の基準
３．（６）による）

道路運送法第２７条
第３項

継続監視の監査対象として、平成３１年１月１６日に監査を実施。２
件の違反が認められた。（１）点呼の実施義務違反（旅客自動車運送
事業運輸規則（以下運輸規則）第２４条第１項及び第２項）（２）点
呼の記録事項義務違反（運輸規則第２４条第５項）

9 4

貨物 2019 2 20
有限会社南高運輸（法人
番号2310002016845）
代表者川原徹也

長崎県雲仙市瑞穂町伊
福乙1942

本社営業所
長崎県雲仙市瑞
穂町伊福乙1942

輸送施設の使用停止
（40日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項、法第17
条第4項

平成30年10月16日、監査実施。6件の違反が認められた。(1)乗務時間
等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(3)点呼
の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(4)運転者台帳の記載事項
義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(5)運転者に対する指導監督違反
(安全規則第10条第1項)、(6)特定運転者に対する特別な指導監督違反
(安全規則第10条第2項)

4 4

貨物 2019 2 20

東九総合運輸株式会社
（法人番号
3320001001887） 代
表者松尾達也

大分県大分市駄原2905-
10

本社営業所
大分県大分市大
字駄原字豊久北
浦2898-2

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

平成31年2月13日、監査実施。4件の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第7
条)、(2)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(3)運転者台帳の
記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(4)運転者に対する指導監
督違反(安全規則第10条第1項)

0 0

タクシー 2019 2 20

三和第一交通株式会社
（法人番号９１１０００
１００００５４） 代表
者北浦歳彦

新潟県新潟市鳥原２６
５４－１

本社営業所
新潟県新潟市鳥
原２６５４－１

輸送施設の使用停止
（１０日車）

道路運送法第２３条
第３項及び同法第２
７条第３項

平成３０年１２月１３日、監査実施。３件の違反が認められた。
（１）運行管理者の選任解任届出違反（道路運送法第２３条第３項）
（２）乗務時間等告示の遵守違反（旅客自動車運送事業運輸規則第２
１条第１項）（３）運行管理者の講習（一般講習）受講義務違反（旅
客自動車運送事業運輸規則第４８条の４第１項）

1 1

タクシー 2019 2 20

浜松日本タクシー株式会
社（法人番号
6080401004165） 代
表取締役川崎聡彦

静岡県浜松市中区法枝
町９６

本社
静岡県浜松市中
区法枝町９６

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

平成３１年１月１７日、監査方針に基づいて監査実施。１件の違反が
認められた。（１）運転者に対する指導監督違反（旅客自動車運送事
業運輸規則（以下「運輸規則」）第３８条第１項）

0 0



タクシー 2019 2 20

光タクシー株式会社（法
人番号
3080401004515） 代
表取締役服部弘子

静岡県浜松市中区鴨江
３丁目５６番５号

本社
静岡県浜松市中
区鴨江３丁目６
０８

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

平成３１年１月２８日、監査方針に基づいて監査実施。１件の違反が
認められた。（１）点呼の記録記載不備（著客自動車運送事業運輸規
則第２４条第５項）

0 0

タクシー 2019 2 20
香川県交通株式会社（法
人番号7470001000929)
代表者大賀正三

香川県高松市天神前６
－３２

本社営業所
香川県高松市天
神前６－３２

文書警告
道路運送法第27条第
3項

平成31年1月24日、旅客自動車運送事業に関する監査方針に基づき監査
を実施したところ、1件の違反が確認された。(1)運転者の乗務について
定められた事項の記録が不適切であったこと（運輸規則第25条第3項、
第4項）

0 0

タクシー 2019 2 20
香川県交通株式会社（法
人番号7470001000929)
代表者大賀正三

香川県高松市天神前６
－３２

香西営業所
香川県高松市香
西東町５５３－
７

文書警告
道路運送法第27条第
3項

平成31年1月24日、旅客自動車運送事業に関する監査方針に基づき監査
を実施したところ、3件の違反が確認された。(1)運転者の乗務について
定められた事項の記録が不適切であったこと（運輸規則第25条第3項、
第4項）、(2)高齢運転者に対して事業用自動車の運行の安全を確保する
ために遵守すべき事項についての特別な指導が不適切だったこと（運
輸規則第38条第2項）、(3)高齢運転者に対して法令で定められた適性
診断を受診させていなかったこと（運輸規則第38条第2項）
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香川県交通株式会社（法
人番号7470001000929)
代表者大賀正三

香川県高松市天神前６
－３２

南営業所
香川県高松市田
村町９９５－７

文書警告
道路運送法第27条第
3項

平成31年1月24日、旅客自動車運送事業に関する監査方針に基づき監査
を実施したところ、1件の違反が確認された。(1)運転者の乗務について
定められた事項の記録が不適切であったこと（運輸規則第25条第3項、
第4項）

0 0
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中央交通株式会社（法人
番号3470001002771)代
表者高尾政照

香川県高松市錦町１丁
目６－１６

本社営業所
香川県高松市錦
町１丁目６－１
６

文書警告
道路運送法第27条第
3項

平成31年2月5日、旅客自動車運送事業に関する監査方針に基づき監査
を実施したところ、1件の違反が確認された。(1)運転者に対する点呼の
実施結果の記録内容が不適切であったこと（運輸規則第24条第5項）

0 0
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鞆鉄道株式会社法人番号
（５２４０００１０３２
９１４）代表者林真至

広島県福山市佐波町１
９７－１

福山営業所
広島県福山市佐
波町１９７－１

輸送施設の使用停止
（１０日車）

道路運送法第１６条
第１項

当該事業者より法令違反の疑いがある運行中止を行った旨の自主申告
を受けたことを端緒として、平成３０年１１月９日に監査を実施。１
件の違反が認められた。（１）運行計画に定める業務の確保違反（運
行回数）（道路運送法第１６条第１項、第１５条の３第１項及び第２
項適用）

1 1
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熊本都市バス株式会社
（法人番号
3330001008122） 代
表者高田晋

熊本県熊本市中央区本
山2-9-32

本山営業所
熊本県熊本市中
央区本山2-9-32

文書警告
道路運送法第27条第
3項

平成31年1月11日、監査実施。5件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規
則」）第21条第1項）、(2)点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条
第5項）、(3)乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条第1
項）、(4)運転者に対する指導監督違反（運輸規則第38条第1項）、(5)
運転者に対する指導監督の記載事項義務違反（運輸規則第38条第1項）

0 0
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神姫グリーンバス株式会
社（法人番号
8140001059270）代表
者本間和典

兵庫県姫路市西駅前町
１番地

篠山
兵庫県篠山市糯
ケ坪字川端ノ坪
甲２４番地１号

文書警告（処分日車
数１０日車のため、
一般貸切旅客自動車
運送事業者に対する
行政処分等の基準
３．（６）による）

道路運送法第１５条
第３項

平成３１年１月８日、法令違反の疑いを端緒に監査を実施。２件の違
反が認められた。（１）事業計画の事前変更届出違反（道路運送法第
１５条第３項）、（２）乗務員台帳の記載事項義務違反（旅客自動車
運送事業運輸規則第３７条第１項）

1 1
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一畑バス株式会社法人番
号（７２８０００１００
０９７２）代表者?田満
夫

島根県松江市西川津町
１６５６番地１号

松江本社営
業所

島根県松江市西
川津町１６５６
番地１号

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

継続監視の監査対象として、平成３０年１１月２７日に監査を実施。
２件の違反が認められた。（１）乗務時間等基準告示の遵守違反（旅
客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第２１条第１項）、
（２）乗務の記録事項義務違反（運輸規則第２５条第１項、第２項及
び第４項）

4 0
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有限会社マルミ産業（法
人番号３４６０００２０
０２８３８） 代表者大
谷秀樹

北海道釧路郡釧路町柏
西６丁目１０

本社営業所
北海道釧路郡釧
路町柏西６丁目
１０

輸送施設の使用停止
（２３０日車）及び
文書警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第７条
第５項 他１３件

平成３０年６月２１日及び平成３０年１０月２４日、その他事故、法
令違反、事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。１４件の違反
が認められた。（１）事業計画変更認可違反［自動車車庫の位置及び
収容能力］（貨物自動車運送事業法施行規則第２条第１項第４号）、
（２）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第３条第４項）、（３）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第７条第１項、第２項）、（４）点呼の記録の改ざん・
不実記載（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第５項）、（５）
乗務等の記録の改ざん・不実記載（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第８条）、（６）運転者台帳の作成義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第９条の５第１項）、（７）退職者等運転者台帳の保存義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条の５第２項）、
（８）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第１０条第１項）、（９）運転者に対する指導監督の記録の改ざ
ん・不実記載（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第１項）、
（１０）自動車検査証の備付け義務違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第１３条本文関係）、（１１）定期点検整備の実施違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第１３条本文関係、第１号）、（１２）
点検整備記録簿等の記録の改ざん・不実記載（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第１３条本文関係、第２号）、（１３）運行管理者に対す
る指導監督義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第２２条）、
（１４）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第６０条第１項）
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株式会社稚内急行（法人
番号９４５０００１００
８３８５） 代表者川村
政男

北海道稚内市萩見５丁
目７－１６

札幌営業所
北海道石狩市親
船東１条１丁目
８

輸送施設の使用停止
（１１０日車）及び
文書警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第１９
条 他６件

平成３０年８月１７日及び平成３０年９月１４日、その他事故、法令
違反、事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。７件の違反が認
められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第３条第４項）、（２）点呼の記録の改ざん・不実記載
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第５項）、（３）事故の記
録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条の２）、
（４）運行指示書の作成、指示又は携行義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第９条の３第１項から３項）、（５）運転者に対する
指導監督の記録の改ざん・不実記載（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第１０条第１項）、（６）特定運転者に対する適性診断受診義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第２項）、（７）運行
管理者の選任（解任）の虚偽届出（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第１９条）
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株式会社Ａｖａｎｔｙ
（法人番号８４６０１０
１００４３５９） 代表
者山本幸司

北海道帯広市西１８条
北１丁目９－１２

本社営業所
北海道帯広市西
２０条北２丁目
１９－４

輸送施設の使用停止
（３０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第１０
条第２項 他８件

平成３０年８月２２日及び平成３０年８月２８日、関係機関からの情
報を端緒として監査を実施。９件の違反が認められた。（１）点呼の
実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第１項、第２
項）、（２）点呼の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第７条第５項）、（３）運転者台帳の作成義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第９条の５第１項）、（４）運転者台帳の記載
事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条の５第１
項）、（５）特定運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第１０条第２項）、（６）点検整備記録簿等の
記載違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１３条本文関係、第２
号）、（７）整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第１５条）、（８）運行管理者の講習受講義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第２３条第１項）、（９）報告義務違反
（貨物自動車運送事業法第６０条第１項）

3 3



貨物 2019 2 21
有限会社北天（法人番号
３４６０３０２００１１
３５） 代表者横内恒

北海道北見市端野町端
野１５３－１０

本社営業所
北海道北見市端
野町端野１５３
－８

輸送施設の使用停止
（２０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第３条
第４項 他２件

平成３０年９月２８日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況
を端緒として監査を実施。３件の違反が認められた。（１）乗務時間
等の基準の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第４
項）、（２）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第２３条第１項）、（３）自動車に関する表示義務違反
（道路運送法第９５条）
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北海道物流株式会社（法
人番号２４３０００１０
２２４６９） 代表者藤
山和夫

北海道札幌市豊平区美
園１２条７丁目６－１
６

石狩営業所
北海道石狩市新
港南２丁目３７
１８－３

輸送施設の使用停止
（１３５日車）及び
文書警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第１０
条第１項 他１２件

平成３０年１２月１８日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状
況を端緒として監査を実施。１３件の違反が認められた。（１）乗務
時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第
４項）、（２）疾病・疲労等のおそれのある乗務（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第３条第６項）、（３）点呼の実施義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第７条第１項、第２項、第３項）、（４）
点呼の実施不適切（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第１項、
第２項、第３項）、（５）点呼の記録義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第７条第５項）、（６）点呼の記録保存義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第７条第５項）、（７）運行指示書の作
成、指示又は携行義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条
の３第１項から３項）、（８）運転者台帳の記載事項義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第９条の５第１項）、（９）運転者に対
する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第１
項）、（１０）運転者に対する指導監督の記録保存違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第１０条第１項）、（１１）特定運転者に対す
る特別な指導義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第
２項）、（１２）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第１３条本文関係、第１号）、（１３）点検整備記録簿等の
記録の保存義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１３条本文
関係、第２号）
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ドリームインターナショ
ナル株式会社（法人番号
５３８０００１０１５０
４６） 代表者榎森潔

福島県いわき市常磐西
郷町銭田１０７－６

札幌営業所
北海道石狩市新
港南３丁目７０
３－１４

輸送施設の使用停止
（６０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第３条
第４項 他９件

平成３０年１０月１８日及び平成３０年１１月６日、その他事故、法
令違反、事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。１０件の違反
が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第３条第４項）、（２）疾病・疲労等のおそれのあ
る乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第６項）、（３）点
呼の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第５
項）、（４）乗務等の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第８条）、（５）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第９条）、（６）運転者台帳の記載事項義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条の５第１項）、（７）特定
運転者に対する特別な指導義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第１０条第２項）、（８）整備管理者の選任（変更）届出違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第１３条本文関係）、（９）自動車検
査証の備付け義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１３条本
文関係）、（１０）自動車に関する表示義務違反（道路運送法第９５
条）
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磐栄運送株式会社（法人
番号４３８０００１０１
３６１２） 代表者村田
裕之

福島県いわき市泉町下
川字大剣１－９７

本社営業所
福島県いわき市
泉町下川字大剣
１－９７

輸送施設の使用停止
（３０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項、法第
１７条第４項

平成３０年１０月１５日、監査方針を端緒として監査を実施した結
果、2件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４
項）、（２）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第１０条第
１項）

3 3

貨物 2019 2 21

Ｔ・テクノサービス株式
会社（法人番号
7190001019907） 代
表者田中榮一

三重県四日市市小古曽
東１丁目３－２５

本社
三重県亀山市和
田町字奥安場１
２０５番地

輸送施設の使用停止
（１００日車）及び
文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項及び第
４項

平成３０年１０月５日、監査方針に基づいて監査実施。１１件の違反
が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、（２）健康
状態の把握義務違反（安全規則第３条第６項）、（３）点呼の実施義
務違反（安全規則第７条第１項及び第２項並びに第３項）、（４）点
呼の実施不適切（安全規則第７条第１項及び第２項並びに第３項）、
（５）点呼の記録記載不備（安全規則第７条第５項）、（６）運行指
示書の作成・指示・携行義務違反（安全規則第９条の３第１項及び第
２項並びに第３項）、（７）運転者台帳の記載不備（安全規則第９条
の５第１項）、（８）特定の運転者に対する指導監督違反（安全規則
第１０条第２項）、（９）特定の運転者に対する適性診断受診義務違
反（安全規則第１０条第２項）、（１０）輸送の安全にかかわる情報
の公表違反（法第２４条の３）、（１１）報告義務違反（法第６０条
第１項）

10 10

貨物 2019 2 21
株式会社廣野建設（法人
番号1120001158691）
代表者福島成昭

大阪府門真市舟田町２
５番１０－２０２号

本社
大阪府門真市舟
田町２５番１０
－２０２号

輸送施設の使用停止
（３０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第３項

平成３０年１１月５日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。
２件の違反が認められた。（１）過積載運送（貨物自動車運送事業法
第１７条第３項）、（２）過積載運送（貨物自動車運送事業法第１７
条第３項）

3 3

貨物 2019 2 21

株式会社北大阪車体運輸
（法人番号
3120901022227）代表
者三上千尋

大阪府豊能郡能勢町山
内３２９

本社
大阪府豊能郡能
勢町山内３２９

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第３項

平成３０年１０月２５日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実
施。１件の違反が認められた。（１）過積載運送（貨物自動車運送事
業法第１７条第３項）

1 1

貨物 2019 2 21
有限会社由基興業（法人
番号1122002009675）
代表者川合彰

大阪府東大阪市上四条
町２－１

本社
大阪府東大阪市
上四条町２－１

輸送施設の使用停止
（２０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第３項

平成３０年１１月６日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。
１件の違反が認められた。（１）過積載運送（貨物自動車運送事業法
第１７条第３項）

2 2

貨物 2019 2 21
南港物流株式会社（法人
番号6120001177943）
代表者前田一宏

大阪府大阪市住之江区
南港東４丁目６番９号

本社
大阪府大阪市住
之江区南港東４
丁目６番９号

輸送施設の使用停止
（２０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項

平成３０年３月７日、死亡事故を引き起こしたことを端緒に監査を実
施。７件の違反が認められた。（１）乗務時間等の告示の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第４項）、（２）健康状態
の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第６項）、
（３）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７
条）、（４）点呼の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第７条第５項）、（５）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第８条）、（６）運転者に対する指導監督違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第１０条第１項）、（７）初任運転者に対
する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０
条第２項）

2 2

貨物 2019 2 21 宮城一夫 沖縄県浦添市 本社営業所 沖縄県浦添市
輸送施設の使用停止
（９０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下、「法」）
第８条第１項、法第
１７条第１項、法第
１７条第４項

平成３０年１０月１７日、適正化実施機関の行った巡回指導の評価結
果を勘案し監査を実施。５件の違反事実が認められた。（１）事業計
画変更認可違反（貨物自動車運送事業法第８条第１項）、（２）過労
運転の防止措置義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下、
「安全規則」第３条第６項）、（３）点呼の記録違反（安全規則第７
条第５項）、（４）運行記録計による記録違反（安全規則第９条）、
（５）運転者に対する指導及び監督違反（安全規則第１０条第１項）

9 9



タクシー 2019 2 21

北海交通株式会社（法人
番号９４３０００１０２
１４４８） 代表者米子
典良

北海道札幌市東区北２
４条東１丁目１－３５

室蘭支店
北海道室蘭市日
の出町１丁目２
１－３

輸送施設の使用停止
（２５日車）及び文
書警告

旅客自動車運送事業
運輸規則第２４条第
１項、第２項 他７
件

平成３０年１０月２３日、長期未監査を端緒として監査を実施。８件
の違反が認められた。（１）点呼の実施義務違反（旅客自動車運送事
業運輸規則第２４条第１項、第２項）、（２）点呼の記録事項義務違
反（旅客自動車運送事業運輸規則第２４条第５項）、（３）事故の記
録事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第２６条の２）、
（４）乗務員台帳の記載事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則
第３７条第１項）、（５）運行管理者補助者の要件違反（旅客自動車
運送事業運輸規則第４７条の９第３項）、（６）運行管理規程の制定
違反（旅客自動車運送事業運輸規則第４８条の２第１項）、（７）最
低賃金法の最低限度額より低い賃金の支払い（道路運送法第３０条第
２項）、（８）運転者証の返納義務違反（タクシー業務適正化特別措
置法第１６条第１項、第２項）

3 3

タクシー 2019 2 21

有限会社下村運送（法人
番号８４５０００２０１
２９４０） 代表者下村
公昭

北海道紋別郡興部町字
興部８４－１０

興部交通本
社営業所

北海道紋別郡興
部町字興部８４
－１０

輸送施設の使用停止
（１０日車）及び文
書警告

旅客自動車運送事業
運輸規則第２４条第
１項、第２項 他５
件

平成３０年１０月２９日、新規許可等を端緒として監査を実施。６件
の違反が認められた。（１）運賃・料金の額の事業用自動車内への表
示義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第４条第３項）、（２）乗
務時間等の基準の遵守違反（旅客自動車運送事業運輸規則第２１条第
１項）、（３）疾病・疲労等のおそれのある乗務（旅客自動車運送事
業運輸規則第２１条第５項）、（４）点呼の実施義務違反（旅客自動
車運送事業運輸規則第２４条第１項、第２項）、（５）特定運転者に
対する適性診断受診義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条
第２項）、（６）地理・応接の指導監督の記録違反（旅客自動車運送
事業運輸規則第４０条第３項）

1 1

タクシー 2019 2 21

株式会社昭和タクシー
（法人番号１３７０２０
２０００５２０） 代表
者結城節夫

宮城県大崎市古川字上
古川屋敷７７番地１号

本社営業所
宮城県大崎市古
川字上古川屋敷
７７番地１号

輸送施設の使用停止
（１０日車）

道路運送法第２７条
第３項

平成３０年６月２９日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、1
件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督義務違反（旅
客自動車運送事業運輸規則第３８条第１項）

1 1

タクシー 2019 2 21

株式会社ミハナタクシー
（法人番号
8330001004562） 代
表者森泰司

熊本県熊本市西区上熊
本3-1-36

本社営業所
熊本県熊本市西
区上熊本3-1-36

文書警告
道路運送法第27条第
3項

平成31年2月21日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対
する指導監督違反（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

貸切バス 2019 2 21

北海道旅行センター株式
会社（法人番号３４３０
００１０２５９０９）
代表者猿橋隆幸

北海道札幌市白石区北
郷３条１２丁目１－３
９

本社営業所

北海道北広島市
大曲中央１丁目
１１－１ シ
ティハイムハ－
モニ－Ａ１０２

輸送施設の使用停止
（６０日車）及び文
書警告

道路運送法第９条の
２第１項 他３件

平成３０年７月２６日及び平成３０年８月１５日、その他事故、法令
違反、事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。４件の違反が認
められた。（１）運賃料金事前届出、運賃料金変更事前届出違反（道
路運送法第９条の２第１項）、（２）安全統括管理者の選任解任届出
違反（道路運送法第２２条の２第５項）、（３）運行指示書の記載事
項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第２８条の２第１項）、
（４）自動車に関する表示義務違反（道路運送法第９５条）

10 6

貸切バス 2019 2 21

仙台西観光秋泉バス株式
会社（法人番号５３７０
００１０１８４７９）
代表者小笠原美紀

宮城県仙台市太白区秋
保町湯向４番地の１

本社営業所
宮城県仙台市太
白区秋保町湯向
４－１

輸送施設の使用停止
（６０日車）及び文
書警告

道路運送法第２７条
第３項

平成３０年６月２１日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、2
件の違反が認められた。（１）運送引受書の交付義務違反（旅客自動
車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第７条の２第１項）、
（２）運転者に対する指導監督義務違反（運輸規則第３８条第１項）

6 6

貸切バス 2019 2 21

西北交通株式会社（法人
番号４４００００１００
９５９０） 代表者佐井
隆

岩手県北上市和賀町岩
崎新田１０地割９１番
７

西和賀営業
所

岩手県和賀郡西
和賀町沢内字新
町９地割２３番
地２

文書警告（処分日車
数５０日車のため、
一般貸切旅客自動車
運送事業者に対する
行政処分等の基準
３．（６）による）

道路運送法（以下
「法」）第１５条第
３項、法第２７条第
３項

平成３０年１１月７日、１５日及び１２月３日、監査方針を端緒とし
て監査を実施した結果、4件の違反が認められた。（１）事業計画の事
前変更届出違反（道路運送法第１５条第３項）、（２）疾病・疲労等
のおそれのある乗務（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規
則」）第２１条第５項）、（３）運転者に対する指導監督義務違反
（運輸規則第３８条第１項）、（４）初任運転者に対する特別な指導
義務違反（運輸規則第３８条第２項）

5 5

タクシー 2019 2 22

河北台タクシー株式会社
（法人番号５２２０００
１０１７４０５） 代表
者沖津輝己

石川県かほく市秋浜ニ
２１－１０

本社営業所
石川県かほく市
秋浜ニ２１－１
０

輸送施設の使用停止
（１０日車）

道路運送法第２７条
第３項

平成３０年１０月１１日、監査実施。４件の違反が認められた。
（１）点呼の記録義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第２４条第
５項）（２）乗務員台帳の作成、備付け義務違反（旅客自動車運送事
業運輸規則第３７条第１項）（３）運転者に対する指導監督告示によ
る運転者に対する特別な指導及び適性診断受診義務違反（旅客自動車
運送事業運輸規則第３８条第２項）（４）運行管理者の講習（一般講
習）受講義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第４８条の４第１
項）

1 1

タクシー 2019 2 22
飾磨交通株式会社（法人
番号8140001059295）
代表者東千代之祐

兵庫県姫路市飾磨区清
水３丁目２０番地

本社
兵庫県姫路市飾
磨区清水３丁目
２０番地

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

公安委員会からの道路交通法第１０８条の３４の規定に基づく通知件
数（駐停車違反）が過去１年以内に３件に達した。（１）運転者に対
する指導監督義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１
項）

4 0

タクシー 2019 2 22

高岡タクシー株式会社
（法人番号
5140001059892）代表
者則政邦弘

兵庫県姫路市上手野２
７７－２

本社
兵庫県姫路市上
手野字山吹２７
７－２

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

公安委員会からの道路交通法第１０８条の３４の規定に基づく通知件
数（駐停車違反）が過去１年以内に３件に達した。（１）運転者に対
する指導監督義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条１項）

0 0

タクシー 2019 2 22

福井タクシー株式会社
（法人番号
3140001061289）代表
者福井淳一

兵庫県姫路市土山３丁
目２番地２６号

本社
兵庫県姫路市土
山３丁目２番地
２６号

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

公安委員会からの道路交通法第１０８条の３４の規定に基づく通知件
数（駐停車違反）が過去１年以内に３件に達した。（１）運転者に対
する指導監督義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条１項）

0 0

タクシー 2019 2 22

株式会社水上タクシー
（法人番号
3140001061792）代表
者森下智裕

兵庫県姫路市城北新町
２丁目１４番地１５号

本社
兵庫県姫路市城
北新町２丁目１
４番地１５号

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

公安委員会からの道路交通法第１０８条の３４の規定に基づく通知件
数（駐停車違反）が過去１年以内に３件に達した。（１）運転者に対
する指導監督義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条１項）

0 0

タクシー 2019 2 22

株式会社原タクシー（法
人番号
8140002050253）代表
者原恭史

兵庫県姫路市飾磨区中
島３４２１番地

本社
兵庫県姫路市飾
磨区中島３４２
１番地

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

公安委員会からの道路交通法第１０８条の３４の規定に基づく通知件
数（駐停車違反）が過去１年以内に３件に達した。（１）運転者に対
する指導監督義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条１項）

0 0

タクシー 2019 2 22
株式会社Ｍ交通（法人番
号1140001064038）代
表者松本州代

兵庫県姫路市西庄１４
３番地の１

本社
兵庫県姫路市西
庄１４３番地の
１

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

公安委員会からの道路交通法第１０８条の３４の規定に基づく通知件
数（駐停車違反）が過去１年以内に３件に達した。（１）運転者に対
する指導監督義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条１項）

0 0

タクシー 2019 2 22

富士タクシー株式会社
（法人番号
6140001061385）代表
者河合利宜

兵庫県姫路市広畑区吾
妻町１丁目３４

青山
兵庫県姫路市青
山１丁目２２番
８号

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

公安委員会からの道路交通法第１０８条の３４の規定に基づく通知件
数（駐停車違反）が過去１年以内に３件に達した。（１）運転者に対
する指導監督義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条１項）

0 0

貸切バス 2019 2 22
株式会社旅ナラ（法人番
号1290001075672）
代表者趙範鎭

福岡県太宰府市宰府5-
20-15

e-bus営業
所

福岡県太宰府市
宰府5-20-15

文書警告
道路運送法第27条第
3項

平成31年1月24日、監査実施。2件の違反が認められた。(1)乗務員台帳
の記載事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規
則」）第37条第1項）、(2)点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条
第5項）

0 0

貸切バス 2019 2 22
有限会社美風交通（法人
番号7340002018982）
代表者西武志

福岡県糟屋郡須惠町大
字佐谷1391-1-A101

本社営業所
福岡県糟屋郡須
惠町大字佐谷
1391-1-A101

文書警告（処分日車
数１０日車のため、
一般貸切旅客自動車
運送事業者に対する
行政処分等の基準
３．（６）による）

道路運送法第27条第
3項、道路運送車両
法第48条

平成31年1月22日、監査実施。2件の違反が認められた。(1)事故の記録
事項不備違反(旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第26
条の2）、(2)定期点検整備の実施違反（運輸規則第45条、道路運送車
両法第48条）

14 1



貨物 2019 2 25
星和建設株式会社（法人
番号2140001069192）
代表者小松美礼

兵庫県伊丹市池尻６丁
目２６０番地

本社
兵庫県伊丹市池
尻６丁目２６０
番地

輸送施設の使用停止
（７０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年１月２５日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。９
件の違反が認められた。（１）健康状態の把握義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第３条第６項）、（２）点呼の記録義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第５項）、（３）点呼の記
録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第５項）、
（４）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第８
条）、（５）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第９条）、（６）運転者台帳の記載事項義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第９条の５第１項）、（７）高齢運転者に
対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１
０条第２項）、（８）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第２３条第１項）、（９）社会保険等加入義務違
反（貨物事業者運送事業法第２５条第２項）

7 7

貨物 2019 2 25
下農運送株式会社（法人
番号9120001015084）
代表者下農稔

大阪府大阪市鶴見区今
津北１丁目２番１号

本社
大阪府大阪市鶴
見区今津北１丁
目２番１号

輸送施設の使用停止
（２０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項

平成３０年４月１９日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。
７件の違反が認められた。（１）乗務時間等の告示の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第３条第４項）、（２）乗務時間等告示
なお書きの遵守違反（一運行の勤務時間）（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第３条第４項）、（３）点呼の実施義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第７条）、（４）点呼の記録事項違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第７条第５項）、（５）乗務等の記録義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第８条）、（６）乗務等の記録
事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第８条）、（７）運転者
に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第
１項）、

2 2

貨物 2019 2 25
有限会社川尻運送（法人
番号8340002013520）
代表者古江富雄

鹿児島県霧島市隼人町
真孝96

本社営業所
鹿児島県霧島市
隼人町真孝96

輸送施設の使用停止
（40日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項、法第17
条第4項、法第60条
第1項、道路運送車
両法第48条

平成30年10月18日、監査実施。11件の違反が認められた。(1)疾病、疲
労等のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安
全規則」）第3条第6項)、(2)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第
5項)、(3)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(4)運転者台帳
の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(5)運転者に対する指導
監督違反(安全規則第10条第1項)、(6)運転者に対する指導監督の記録又
は指導監督の記録保存違反(安全規則第10条第1項)、(7)運転者に対する
指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1項)、(8)特定運転者に
対する特別な指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(9)特定運転者に対
する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(10)定期点検整備
の実施違反(安全規則第13条、道路運送車両法第48条)、(11)報告義務違
反(貨物自動車運送事業法第60条第1項)

4 4

タクシー 2019 2 25

光タクシー株式会社（法
人番号
5160001015679）代表
者中村敏敬

滋賀県野洲市市三宅字
四ノ次４５０番地３号

本社
滋賀県野洲市市
三宅字四ノ次４
５０番地３号

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

平成３０年１０月３０日、法令違反の疑いを端緒に監査を実施。５件
の違反が認められた。（１）健康状態の把握義務違反（旅客自動車運
送事業運輸規則（以下、「運輸規則」）第２１条第５項）、（２）点
呼の記録事項義務違反（運輸規則第２４条第５項）、（３）乗務等の
記録事項義務違反（運輸規則第２５条第３項、第４項）、（４）乗務
員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第３７条第１項）、（５）運行
管理規程の制定義務違反（運輸規則第４８条の２第１項）

0 0

タクシー 2019 2 25

南大分シティタクシー株
式会社（法人番号
5320001008823） 代
表者漢二美

大分県大分市奥田564-2 本社営業所
大分県大分市奥
田564-2

輸送施設の使用停止
（11日車）、文書警
告

道路運送法第27条第
3項

平成30年8月31日、監査実施。5件の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第24
条）、(2)点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条第5項）、(3)乗務
等の記録事項義務違反（運輸規則第25条）、(4)乗務員台帳の記載事項
義務違反（運輸規則第37条第1項）、(5)運行管理者の補助者の要件違
反（運輸規則第47条の9第3項）

2 2

タクシー 2019 2 25

有限会社八洲タクシー
（法人番号
9290802015613） 代
表者山路泰弘

福岡県北九州市八幡西
区上上津役5ｰ1ｰ14

本社営業所
福岡県北九州市
八幡西区上上津
役5ｰ1ｰ14

文書警告
道路運送法第27条第
3項

平成31年2月25日、監査実施。1件の違反が認められた。（1）運転者に
対する指導監督違反（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

タクシー 2019 2 25
株式会社西部交通（法人
番号1290002014968）
代表者古賀憲男

福岡県北九州市八幡西
区割子川2-17-32

高須営業所
福岡県北九州市
若松区高須西2-
1-96

文書警告
道路運送法第27条第
3項

平成31年2月25日、監査実施。1件の違反が認められた。（1）運転者に
対する指導監督違反（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

3 0

タクシー 2019 2 25

産業タクシー株式会社
（法人番号
4290801011378） 代
表者森正秀

福岡県中間市長津3-21-
13

若松営業所
福岡県北九州市
若松区南二島2-
18-3

文書警告
道路運送法第27条第
3項

平成31年2月25日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対
する指導監督違反（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

貨物 2019 2 26
株式会社翔和商事（法人
番号8050001014838）
代表者湯口亮

茨城県坂東市岩井４１
５２－４５

本社
茨城県坂東市岩
井４１５２－４
５

輸送施設の使用停止
（110日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平成30年9月
14日、監査を実施。10件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の
遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）疾病
のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6
項）、（3）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第7条）、（4）乗務等の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第8条第1項）、（5）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第8条第1項）、（6）運行記録計による記録義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（7）運転者に対する指
導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（8）
初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第2項）、（9）定期点検整備の実施違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第13条）、（10）事業計画の変更認可違反（貨
物自動車運送事業法第9条第1項）

11 11

貨物 2019 2 26 竜沢正博 山梨県笛吹市 本店 山梨県笛吹市
輸送施設の使用停止
（75日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第13条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年10月5日、監査を
実施。6件の違反が認められた。（1）疾病のおそれのある乗務（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（2）運転者に対する指導
監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（3）初
任・高齢運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第2項）、（4）初任・高齢運転者に対する適性診断受診義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（5）定期
点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条）、
（6）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）

8 8



貨物 2019 2 26
株式会社協栄運輸（法人
番号3020001000606）
代表者鎌田礼子

神奈川県横浜市泉区下
和泉２－２３－１２

本社
神奈川県高座郡
寒川町岡田１０
３９－１

輸送施設の使用停止
（80日車）

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年7月31日及び同年
9月5日、監査を実施。9件の違反が認められた。（1）点呼の実施義務
違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（2）乗務等の記
録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（3）乗
務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1
項）、（4）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第9条）、（5）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（6）整備管理者の研修受講義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第15条）、（7）運行管理者
の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1
項）、（8）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1
項）、（9）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）

8 8

貨物 2019 2 26

株式会社高橋水産運輸
（法人番号
4070001030572）代表
者髙橋久長

群馬県高崎市吉井町池
乙９８０

本社
群馬県前橋市飯
土井町１０６８
－２

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年10月30日、監査
を実施。8件の違反が認められた。（1）疾病のおそれのある乗務（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（2）点呼の実施義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（3）乗務等の記録事
項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（4）運
行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9
条）、（5）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第1項）、（6）初任運転者に対する指導監督違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（7）初任運転者に対す
る適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項）、（8）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第13条）

6 6

貨物 2019 2 26

有限会社フレッシュサー
ビス（法人番号
2030002045641）代表
者佐藤均

埼玉県草加市青柳７－
３３－１

本社
埼玉県草加市青
柳７－３３－１

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

過積載運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平成30年9
月25日、監査を実施。1件の違反が認められた。（1）過積載運送（貨
物自動車運送事業法第17条第3項）

3 3

貨物 2019 2 26
株式会社福富運送（法人
番号8140001083989）
代表者田中義章

兵庫県伊丹市北河原３
丁目２番２９号

本社
兵庫県伊丹市北
河原３丁目２番
２９号

文書警告
貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年８月２３日、兵庫労働局からの通報を端緒に監査を実施。
１件の違反が認められた。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第７条）

0 0

タクシー 2019 2 26 津田勝巳 大阪府大阪市西成区
大阪府大阪市西
成区

輸送施設の使用停止
（２０日車）

タクシー業務適正化
特別措置法施行規則
第３１条

平成３０年１２月５日、近畿運輸局において苦情を端緒に調査を実
施。１件の違反が認められた。（１）個人タクシー事業者乗務証の記
載事項の訂正義務違反（タクシー業務適正化特別措置法施行規則第３
１条）

2 2

タクシー 2019 2 26
黒崎交通株式会社（法人
番号6290801009908）
代表者末松祥典

福岡県北九州市八幡西
区竹末2-13-6

本社営業所
福岡県北九州市
八幡西区竹末2-
13-6

文書警告
道路運送法第27条第
3項

平成31年2月26日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対
する指導監督違反（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

貸切バス 2019 2 26

株式会社オー・ティー・
ビー（法人番号：
3040001076933） 代
表者 山下泰司

東京都江戸川区一之江
8-4-5

本社営業所
東京都江戸川区
一之江8-4-5

文書警告（処分日車
数20日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3.(6)
による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第1
項

平成30年9月19日、新規許可を受けたことを端緒に監査を実施。2件の
違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送事業
運輸規則(以下｢運輸規則｣)第21条第1項)､(2)運転者に対する指導監督等
義務違反(運輸規則第38条第1項)

2 2

貸切バス 2019 2 26

市原興業株式会社（法人
番号：
5040001053567） 代
表者 小野尾光

千葉県市原市五井8840 東京営業所
東京都江戸川区
西篠崎2-20-8-2
階

文書警告（処分日車
数30日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3.(6)
による）

道路運送法第15条第
1項

平成30年9月25日及び平成30年10月3日、区域拡大を行ったことを端緒
に監査を実施。5件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反
(道路運送法(以下｢運送法｣)第15条第1項)､(2)事業計画の事前変更届出
違反(運送法第15条第3項)､(3)運行管理者等の解任届出違反(運送法第23
条第3項)､(4)整備管理者選任(解任)の未届出(道路運送車両法第52条)､
(5)休憩､仮眠又は睡眠のための施設の変更届出(道路運送法施行規則第
66条第1項第6号)

3 3

貸切バス 2019 2 26

株式会社友愛観光バス
（法人番号：
8122002015147） 代
表者 李炳燦

大阪府八尾市西高安町
3-9

東京営業所
東京都葛飾区西
水元3-27-3-102

文書警告（処分日車
数40日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3.(6)
による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第21条の2

平成30年10月10日及び平成30年10月12日、定期的な監査を実施。3件
の違反が認められた。(1)運行に関する状況把握体制の整備違反(旅客自
動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第21条の2)､(2)点呼の記録事項
義務違反(運輸規則第24条第5項)､(3)運転者に対する指導監督義務違反
(運輸規則第38条第1項)

6 4

貸切バス 2019 2 26

株式会社成田アプローチ
（法人番号：
8040001060445） 代
表者 金川孝

千葉県東金市極楽寺
395-4

東京営業所
東京都葛飾区奥
戸4-20-17-203

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第1
項

平成30年9月27日、区域拡大を行ったことを端緒に監査を実施。3件の
違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送事業
運輸規則(以下｢運輸規則｣)第21条第1項)､(2)点呼の記録事項義務違反
(運輸規則第24条第5項)､(3)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則
第38条第1項)

0 0

貸切バス 2019 2 26

有限会社小柏商事（法人
番号：
7070002017310） 代
表者 小柏秀博

群馬県藤岡市立石689-2
柏光ﾊﾞｽ営
業所

群馬県藤岡市立
石689-2

文書警告（処分日車
数40日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3.(6)
による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第45条

平成31年1月9日、定期的な監査を実施。4件の違反が認められた。(1)
乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規
則｣)第21条第1項)､(2)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38
条第1項)､(3)運転者に対する指導監督に係る記録の作成義務違反(運輸
規則第38条第1項)､(4)定期点検整備等の未実施(運輸規則第45条)

10 4

貸切バス 2019 2 26

アビコ西武観光株式会社
（法人番号：
2040001066704） 代
表者 梶陽介

千葉県我孫子市我孫子
3-28-15

本社営業所
千葉県我孫子市
我孫子3-28-15

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第7条第2項
第1項

平成30年10月17日、定期的な監査を実施。5件の違反が認められた。
(1)運送引受書の記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運
輸規則｣)第7条の2第1項)､(2)乗務時間等告示の遵守違反(運輸規則第21
条第1項)､(3)疾病のおそれのある乗務(運輸規則第21条第5項)､(4)点呼
の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)､(5)運転者に対する指導監
督等義務違反(運輸規則第38条第1項)

0 0

貸切バス 2019 2 26

かわち交通株式会社（法
人番号：
9050001043233） 代
表者 神取和美

茨城県稲敷郡河内町長
竿1637-1

本社営業所
茨城県稲敷郡河
内町長竿1637-1

文書警告（処分日車
数50日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3.(6)
による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第26条第1
項

平成30年10月30日、新規許可を受けたことを端緒に監査を実施。2件の
違反が認められた。(1)疾病のおそれのある乗務(旅客自動車運送事業運
輸規則(以下｢運輸規則｣)第21条第5項)､(2)運行記録計による記録義務違
反(運輸規則第26条第1項)

5 5

貸切バス 2019 2 26

ひまわり交通株式会社
（法人番号
8340001005444） 代
表者橋口修治

鹿児島県日置市伊集院
町郡2261-3

本社営業所
鹿児島県日置市
伊集院町郡2261-
3

輸送施設の使用停止
（130日車）

道路運送法第27条第
3項

平成30年10月2日、監査実施。5件の違反が認められた。(1)疾病、疲労
等のおそれのある乗務（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規
則」）第21条第5項）、(2)運行記録計による記録義務違反（運輸規則
第26条第1項）、(3)乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条
第1項）、(4)特定運転者に対する特別な指導監督違反（運輸規則第38
条第2項）、(5)特定運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第
38条第2項）

29 13



貨物 2019 2 27
有限会社長友商事（法人
番号5180002069615）
代表取締役長友健藏

愛知県小牧市大字岩崎
１３４５番地１１０

本社
愛知県小牧市大
字岩崎字田幡５
５６番地１

輸送施設の使用停止
（８０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第４項

平成３０年１０月５日、監査方針に基づいて監査実施。１０件の違反
が認められた。（１）事業計画変更認可違反（法第９条第１項）、
（２）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則（以下「安全規則」）第３条第４項）、（３）健康状態の把握義務
違反（安全規則第３条第６項）、（４）点呼の実施義務違反（安全規
則第７条第１項及び第２項）、（５）点呼の記録記載不備（安全規則
第７条第５項）、（６）運転者台帳の記載不備（安全規則第９条の５
第１項）、（７）特定の運転者に対する指導監督違反（安全規則第１
０条第２項）、（８）特定の運転者に対する適性診断受診義務違反
（安全規則第１０条第２項）、（９）運行管理者補助者の要件違反
（安全規則第１８条第３項）、（１０）報告義務違反（法第６０条第
１項）

8 8

貨物 2019 2 27
清進運輸株式会社（法人
番号1080401002669 ）
代表取締役戸塚政義

静岡県浜松市南区大柳
町６３１－１

本社
静岡県浜松市南
区大柳町字東柳
６３１－１

輸送施設の使用停止
（１００日車）及び
文書警告

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年１０月３１日、関係機関からの通知を端緒として監査実
施。７件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４
項）、（２）点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１項及び第２項
並びに第３項）、（３）点呼の記録記載不備（安全規則第７条第５
項）、（４）運行指示書の作成・指示・携行義務違反（安全規則第９
条の３第１項及び第２項並びに第３項）、（５）運転者に対する指導
監督違反（安全規則第１０条第１項）、（６）特定の運転者に対する
指導監督違反（安全規則第１０条第２項）、（７）特定の運転者に対
する適性診断受診義務違反（安全規則第１０条第２項）

13 10

乗合バス 2019 2 27

大阪シティバス株式会社
（法人番号
6120001048830）代表
者有馬宏尚

大阪府大阪市西区九条
南１丁目１２番６２号

酉島
大阪府大阪市此
花区酉島４丁目
１番１１号

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

平成３０年１２月４日、法令違反の疑いを端緒に監査を実施。１件の
違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督義務違反（旅客自
動車運送事業運輸規則第３８条１項）

0 0

乗合バス 2019 2 27
近鉄バス株式会社（法人
番号9122001001782）
代表者塩川耕士

大阪府東大阪市小阪一
丁目７番１号

八尾
大阪府八尾市志
紀町西３丁目１
２番地

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

平成３０年１２月６日、法令違反の疑いを端緒に監査を実施。１件の
違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督義務違反（旅客自
動車運送事業運輸規則第３８条１項）

0 0

貨物 2019 2 28

株式会社和香商事（法人
番号５０４０００１０１
４１１５） 代表者笠原
淳吾

千葉県千葉市花見川区
三角町３０－１

仙台営業所
宮城県名取市美
田園三丁目２－
４

輸送施設の使用停止
（１１０日車）及び
文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
８条第１項、法第９
条第１項、法第１７
条第１項、法第１７
条第４項

平成３０年５月２２日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、8
件の違反が認められた。（１）自動車車庫の位置及び収容能力違反[営
業所との距離]（貨物自動車運送事業法施行規則（以下「事業法施行規
則」）第２条第１項第４号）、（２）自動車車庫の位置及び収容能力
違反[その他]（事業法施行規則第２条第１項第４号）、（３）乗務時間
等の基準の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全
規則」）第３条第４項）、（４）点呼の実施義務違反（安全規則第７
条第１項、第２項、第３項）、（５）点呼の記録義務違反[不実記載]
（安全規則第７条第５項）、（６）運行指示書の作成義務違反（安全
規則第９条の３第１項）、（７）運転者台帳の作成義務違反（安全規
則第９条の５第１項）、（８）運転者に対する指導監督義務違反（安
全規則第１０条第１項）

11 11

貨物 2019 2 28
共栄運輸株式会社（法人
番号8180001006310）
代表取締役佐藤今子

愛知県名古屋市港区南
陽町大字福田前新田字
いの割４７

本社
愛知県あま市本
郷花の木１１６
－１

輸送施設の使用停止
（７０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第４項

平成３０年１０月４日、監査方針に基づいて監査実施。８件の違反が
認められた。（１）事業計画変更認可違反（法第９条第１項）、
（２）事業計画変更事前届出違反（法第９条第３項）、（３）乗務時
間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安
全規則」）第３条第４項）、（４）点呼の実施義務違反（安全規則第
７条第１項及び第２項）、（５）点呼の記録記載不備（安全規則第７
条第５項）、（６）運行指示書の作成・指示・携行義務違反（安全規
則第９条の３第１項及び第２項並びに第３項）、（７）特定の運転者
に対する適性診断受診義務違反（安全規則第１０条第２項）、（８）
定期点検整備の実施違反（安全規則第１３条第１号）

7 7

貨物 2019 2 28
株式会社玄洋（法人番号
不明） 代表者重岡太郎

福岡県北九州市八幡西
区友田1-11-35

本社営業所
福岡県北九州市
若松区南二島4-
1-5

許可の取消し
貨物自動車運送事業
法第32条

所在不明事業者であることを端緒として調査を実施。相当の期間事業
を行っていないものと認められた。事業の無届出休止･廃止（貨物自動
車運送事業法第32条）

0 -

貨物 2019 2 28
森脇産業株式会社（法人
番号不明） 代表者森脇
弘

福岡県北九州市門司区
新門司2-16-3

本社営業所
福岡県北九州市
門司区新門司2-
16-3

許可の取消し
貨物自動車運送事業
法第32条

所在不明事業者であることを端緒として調査を実施。相当の期間事業
を行っていないものと認められた。事業の無届出休止･廃止（貨物自動
車運送事業法第32条）

0 -

タクシー 2019 2 28

株式会社湯本タクシー
（法人番号８３８０００
１０１４０７８） 代表
者矢内忠

福島県いわき市常磐湯
本町天王崎４１番地１
号

本社営業所
福島県いわき市
常磐湯本町天王
崎４１番地１号

輸送施設の使用停止
（１３０日車）及び
文書警告

道路運送法（以下
「法」）第１５条第
１項、法第２７条第
３項

平成２９年１２月２０日及び２５日、監査方針を端緒として監査を実
施した結果、10件の違反が認められた。（１）事業計画の変更違反
（道路運送法第１５条第１項）、（２）疾病・疲労等のおそれのある
乗務（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第２１条第
５項）、（３）点呼の記録事項義務違反（運輸規則第２４条第５
項）、（４）乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第２５条第１
項）、（５）乗務員台帳の作成義務違反（運輸規則第３７条第１
項）、（６）運転者に対する指導監督義務違反（運輸規則第３８条第
１項）、（７）高齢運転者に対する特別な指導義務違反（運輸規則第
３８条第２項）、（８）高齢運転者に対する適性診断受診義務違反
（運輸規則第３８条第２項）、（９）自動車検査証の有効期間の更新
違反（運輸規則第４５条及び道路運送車両法第５８条第１項）、（１
０）運行管理者の講習受講義務違反（運輸規則第４８条の４第１項）

13 13

タクシー 2019 2 28

株式会社ユニ・メディア
（法人番号５３７０００
１００１２６１） 代表
者菅野德彦

宮城県仙台市泉区黒松
二丁目２０－１４

本社営業所
宮城県仙台市泉
区山の寺一丁目
７１－１

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

平成３１年２月２８日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実
施した結果、1件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督
義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１項）

0 0

タクシー 2019 2 28

株式会社青葉タクシー
（法人番号４３７０００
１００６７６５） 代表
者藤島眞由美

宮城県仙台市青葉区台
原四丁目４－５

田子営業所
宮城県仙台市宮
城野区田子一丁
目８－４５

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

平成３１年２月２８日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実
施した結果、1件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督
義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１項）

0 0

タクシー 2019 2 28

有限会社光泉タクシー
（法人番号９３７０００
２０００７１３） 代表
者高橋千江子

宮城県仙台市泉区将監
四丁目５番１号

泉パーク営
業所

宮城県仙台市泉
区寺岡二丁目２
０番地３号

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

平成３１年２月２８日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実
施した結果、1件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督
義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１項）

0 0

タクシー 2019 2 28

株式会社栄和稲荷交通
（法人番号５３７０００
１０１８６６０） 代表
者桃野博光

宮城県仙台市太白区中
田六丁目７－３５

本社営業所
宮城県仙台市泉
区松森字前沼１
４－１

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

平成３１年２月２８日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実
施した結果、1件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督
義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１項）

0 0

タクシー 2019 2 28

有限会社センバ流通（法
人番号９３７０６０２０
０３２０７） 代表者郡
山篤

宮城県塩竃市芦畔町１
－１５

本社営業所

宮城県仙台市宮
城野区中野二丁
目３番地の２－
２０１

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

平成３１年２月２８日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実
施した結果、1件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督
義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１項）

0 0

タクシー 2019 2 28

有限会社伊達観光交通
（法人番号４３７０００
２０１９５６８） 代表
者山本知明

宮城県仙台市泉区市名
坂字新道８－１

本社営業所
宮城県仙台市泉
区市名坂字新道
８－１

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

平成３１年２月２８日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実
施した結果、1件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督
義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１項）

0 0



タクシー 2019 2 28

株式会社帝産キャブ仙台
（法人番号１３７０００
１００５５９６） 代表
者帖佐礼子

宮城県仙台市宮城野区
扇町三丁目９－１１

本社営業所
宮城県仙台市宮
城野区扇町三丁
目９－１１

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

平成３１年２月２８日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実
施した結果、1件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督
義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１項）

0 0

乗合バス 2019 2 28
奈良交通株式会社（法人
番号8150001001652）
代表者植田良壽

奈良県奈良市大宮町１
丁目１番地２５号

平城
奈良県奈良市左
京６丁目２番地
１号

輸送施設の使用停止
（１０日車）

道路運送法第２７条
第３項

平成３０年９月１９日、法令違反の疑いを端緒に監査を実施。１件の
違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督義務違反（旅客自
動車運送事業運輸規則第３８条第１項）

4 1

貸切バス 2019 2 28

トラスポ４１６６合同会
社（法人番号
1140003011038）代表
者髙橋清人

兵庫県明石市太寺大野
町２７０１－４

神戸
兵庫県神戸市西
区宮下１丁目１
５－２０

文書警告（処分日車
数２０日車のため、
一般貸切旅客自動車
運送事業者に対する
行政処分等の基準
３．（６）による）

道路運送法第２７条
第３項

平成３１年１月２２日、法令違反の疑いを端緒に監査を実施。５件の
違反が認められた。（１）点呼の記録事項義務違反（旅客自動車運送
事業運輸規則（以下、「運輸規則」）第２４条第５項）、（２）乗務
等の記録事項義務違反（運輸規則第２５条第１項、第２項、第４
項）、（３）運行指示書の記載事項義務違反（運輸規則第２８条の２
第１項）、（４）整備管理者の変更届出違反（運輸規則第４５条、道
路運送車両法第５２条）、（５）運行管理者補助者の解任届出違反
（運輸規則第６８条）

4 2

貨物 2019 3 1

大衡運送株式会社（法人
番号１３７０００１０１
７４７６） 代表者千葉
一生

宮城県黒川郡大衡村大
衡字河原６７－１３

仙台営業所
宮城県仙台市若
林区卸町東五丁
目６－１６

輸送施設の使用停止
（２０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項、法第
１７条第４項

平成３０年７月２４日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、3
件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、
（２）点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１項、第２項）、
（３）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第１０条第１項）

2 2

貨物 2019 3 1

エクストライン株式会社
（法人番号
6120001168397） 代
表取締役龍﨑広隆

大阪府大阪市住之江区
南港中３丁目３番３２
－１４１１号

敦賀
福井県敦賀市道
口１５号西街道
１１番２

輸送施設の使用停止
（８０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項及び第
４項

平成３０年６月２０日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として監
査実施。１１件の違反が認められた。（１）事業計画変更事前届出違
反（法第９条第３項）、（２）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」」第３条第４項）、
（３）健康状態の把握義務違反（安全規則第３条第６項）、（４）点
呼の実施義務違反（安全規則第７条第１項及び第２項）、（５）点呼
の記録記載不備（安全規則第７条第５項）、（６）乗務等の記録記載
不備（安全規則第８条）、（７）乗務等の記録義務違反（安全規則第
８条）、（８）運行記録計による記録義務違反（安全規則第９条）、
（９）運転者に対する指導監督違反（安全規則第１０条第１項）、
（１０）特定の運転者に対する指導監督違反（安全規則第１０条第２
項）、（１１）特定の運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規
則第１０条第２項）

8 8

貨物 2019 3 1
興塚運輸有限会社（法人
番号7200002012561 ）
代表取締役塚本洋一

岐阜県大垣市本町１丁
目５２番地

大垣
岐阜県大垣市本
町１丁目５２

輸送施設の使用停止
（８０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第４項

平成３０年８月７日、監査方針に基づいて監査実施。１１件の違反が
認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、（２）点呼の
実施義務違反（安全規則第７条第１項及び第２項）、（３）点呼の記
録義務違反（安全規則第７条第５項）、（４）乗務等の記録記載不備
（安全規則第８条）、（５）運転者台帳の作成義務違反（安全規則第
９条の５第１項）、（６）運転者台帳の記載不備（安全規則第９条の
５第１項）、（７）特定の運転者に対する指導監督違反（安全規則第
１０条第２項）、（８）特定の運転者に対する適性診断受診義務違反
（安全規則第１０条第２項）、（９）運行管理者の講習受講義務違反
（安全規則第２３条第１項）、（１０）整備管理者の研修受講義務違
反（安全規則第１５条）、（１１）輸送の安全にかかわる情報の公表
違反（法第２４条の３）

8 8

貨物 2019 3 1
株式会社大栄産業（法人
番号7180301011622 ）
代表取締役木下鶴龍

愛知県豊川市小坂井町
平口８８番地

本社
愛知県豊川市小
坂井町平口８８
番地

輸送施設の使用停止
（４０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項及
び第４項

平成３０年９月１３日、監査方針に基づいて監査実施。４件の違反が
認められた。（１）健康状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則（以下「安全規則」）第３条第６項）、（２）点呼の実施
義務違反（安全規則第７条第１項及び第２項）、（３）点呼の記録記
載不備（安全規則第７条第５項）、（４）運転者台帳の記載不備（安
全規則第９条の５第１項）

4 4

貨物 2019 3 1

有限会社ピー・エル・エ
ス（法人番号
7120902021496）代表
者安田邦一

大阪府豊中市走井２ー
９ー３

本社
大阪府豊中市走
井２ー９ー３

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

公安委員会からの道路交通法第１０８条の３４の規定に基づく通知件
数(最高速度違反)が過去1年以内に３件に達した。（1）運転者の指導監
督義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2019 3 1
備南開発株式会社法人番
号（３２６０００１０２
２４３６）代表者岡本上

岡山県玉野市明神町１
３－２７

本社営業所
岡山県玉野市田
井６丁目１－７

輸送施設の使用停止
（９０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項及
び第４項

酒気帯び運転をしたとして、島根県公安委員会から通知を受けたこと
を端緒として、平成３０年７月３１日及び同年９月７日に監査を実
施。１０件の違反が認められた。（１）乗務時間等告示の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下安全規則）第３条第４項）
（２）健康状態の把握義務違反（安全規則第３条第６項）（３）点呼
の実施義務違反（安全規則第７条第１項、第２項及び第３項）（４）
点呼の記録事項義務違反（安全規則第７条第５項）（５）点呼の記録
の不実記載（安全規則第７条第５項）（６）運行指示書の作成義務違
反（安全規則第９条の３第１項）（７）運転者台帳の作成義務違反
（安全規則第９条の５第１項）（８）運転者台帳の記載事項義務違反
（安全規則第９条の５第１項）（９）運転者に対する指導監督義務違
反（安全規則第１０条第１項）（１０）整備管理者の研修受講義務違
反（安全規則第１５条）

9 9

タクシー 2019 3 1

有限会社くれは交通（法
人番号５２３０００２０
０５２９１） 代表者中
村竜次

富山県富山市高木２３
７５

本社営業所
富山県富山市高
木２３７５

輸送施設の使用停止
（２２日車）

道路運送法第２７条
第３項

平成３０年１２月１８日、監査実施。３件の違反が認められた。
（１）乗務時間等告示の遵守違反（旅客自動車運送事業運輸規則第２
１条第１項）（２）疾病、疲労等のおそれのある乗務（旅客自動車運
送事業運輸規則第２１条第５項）（３）点呼の記録義務違反（旅客自
動車運送事業運輸規則第２４条第５項）

3 3

タクシー 2019 3 1

株式会社友愛観光バス
(法人番号
8122002015147)代表者
李炳燦

大阪府八尾市西高安町
3-9

大阪
大阪府八尾市水
越4丁目144番地

輸送施設の使用停止
(100日車)

道路運送法第20条
平成30年11月19日、新規許可を端緒に監査を実施。2件の違反が認めら
れた。(1)営業区域外旅客運送(道路運送法第20条)、(2)乗務等の記録事
項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第25条第3項、第4項)

10 10

タクシー 2019 3 1

飯倉タクシー株式会社
（法人番号
1290001004417） 代
表者梶原愼司

福岡県福岡市早良区東
入部2-15-47

本社営業所
福岡県福岡市早
良区東入部2-15-
47

輸送施設の使用停止
（40日車）、文書警
告

道路運送法第27条第
3項

平成30年10月10日、監査実施。9件の違反が認められた。(1)疾病、疲
労等のおそれのある乗務（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸
規則」）第21条第5項）、(2)苦情処理の記録の記録義務違反（運輸規
則第3条第2項）、(3)乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条
第1項）、(4)点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条第5項）、(5)乗
務時間等の基準の遵守違反（運輸規則第21条第1項）、(6)運転者に対
する指導監督違反（運輸規則第38条第1項）、(7)運転者に対する指導
監督の記載事項義務違反（運輸規則第38条第1項）、(8)特定運転者に
対する特別な指導監督違反（運輸規則第38条第2項）、(9)特定運転者
に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第38条第2項）

8 4

貨物 2019 3 4

Ｋ・Ｇコンテナライン株
式会社（法人番号４１１
０００１０１２１８６）
代表者渡邉勝広

新潟県五泉市青橋甲８
０８

東港営業所
新潟県新潟市北
区笹山東１９１

輸送施設の使用停止
（３０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項

平成３０年９月７日、監査実施。１件の違反が認められた。（１）乗
務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第
４項）

3 3



貨物 2019 3 4

株式会社マーベラスロジ
（法人番号
6080401017555 ） 代
表取締役橋本三千代

静岡県袋井市旭町２丁
目５番地の１５

富士
静岡県富士市鈴
川本町４２３番
１他４筆

輸送施設の使用停止
（４０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項及
び第４項

平成３０年１０月１５日、監査方針に基づいて監査実施。５件の違反
が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、（２）健康
状態の把握義務違反（安全規則第３条第６項）、（３）点呼の実施義
務違反（安全規則第７条第１項及び第２項並びに第３項）、（４）点
呼の記録義務違反（安全規則第７条第５項）、（５）点呼の記録記載
不備（安全規則第７条第５項）

7 4

貨物 2019 3 4

株式会社丸運トランス
ポート西日本法人番号
（３２６０００１０１４
１０３）代表者熊川和孔

大阪府大阪市西淀川区
大和田２丁目３－１８

倉敷営業所
岡山県倉敷市松
江３丁目２－５
０

輸送施設の使用停止
（３０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

死亡事故を惹起したことを端緒として、平成３０年９月２５日及び同
年１０月１８日に監査を実施。３件の違反が認められた。（１）点呼
の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下安全規
則）第７条第５項）（２）運転者に対する指導監督の記録事項義務違
反（安全規則第１０条第１項）（３）整備管理者の研修受講義務違反
（安全規則第１５条）

8 3

貨物 2019 3 4

実勝運輸有限会社法人番
号（６２４０００２０１
８５７２）代表者小川晋
悟

広島県広島市安芸区矢
野東３丁目６－９

沼田営業所
広島県広島市安
佐南区伴西２丁
目４－１

輸送施設の使用停止
（４０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項及
び第４項

死亡事故を惹起したことを端緒として、平成３０年１月２５日及び同
年２月２１日に監査を実施。１２件の違反が認められた。（１）乗務
時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下安全
規則）第３条第４項）（２）乗務時間等告示なお書きの遵守違反（安
全規則第３条第４項）（３）健康状態の把握義務違反（安全規則第３
条第６項）（４）点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１項、第２
項及び第３項）（５）点呼の記録義務違反（安全規則第７条第５項）
（６）点呼の記録事項義務違反（安全規則第７条第５項）（７）乗務
等の記録事項義務違反（安全規則第８条第１項）（８）乗務等の記録
保存義務違反（安全規則第８条第１項）（９）運行記録計による記録
義務違反（安全規則第９条）（１０）運行記録計による記録保存義務
違反（安全規則第９条）（１１）運転者に対する指導監督義務違反
（安全規則第１０条第１項）（１２）運転者に対する指導監督の記録
事項義務違反（安全規則第１０条第１項）

4 4

貨物 2019 3 4
有限会社北部運送（法人
番号9330002009527）
代表者山口隆幸

熊本県熊本市北区硯川
町字犬場777ｰ1

本社営業所
熊本県熊本市北
区硯川町字犬場
777ｰ1

輸送施設の使用停止
（70日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
8条第1項、法第17
条第1項、法第17条
第4項、法第18条第
1項、道路運送法第
95条

平成30年11月14日、監査実施。13件の違反が認められた。(1)事業計画
(自動車車庫)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法第8
条第1項)、(2)自動車に関する表示義務違反（道路運送法第95条）、(3)
疾病、疲労等のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則
（以下「安全規則」）第3条第6項)、(4)運転者台帳の作成義務違反(安
全規則第9条の5第1項)、(5)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第
9条の5第1項)、(6)運行管理者の補助者の要件違反（安全規則第18条第
3項）、(7)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(8)点呼の記録事項義
務違反(安全規則第7条第5項)、(9)乗務時間等の基準の遵守違反(安全規
則第3条第4項)、(10)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1
項)、(11)特定運転者に対する特別な指導監督違反(安全規則第10条第2
項)、(12)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第
2項)、(13)事故の記録事項義務違反(安全規則第9条の2)

7 7

タクシー 2019 3 4
株式会社青山国際(法人
番号3013301038498)代
表者湯書深

東京都豊島区千早二丁
目28番13号

大阪営業所
大阪府大阪市平
野区加美東4-16-
2

文書警告
道路運送法第27条第
3項

平成31年1月16日、区域拡大を端緒に監査を実施。4件の違反が認めら
れた。(1)健康状態の把握義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以
下、「運輸規則」)第21条第5項)、(2)点呼の記録事項義務違反(運輸規
則第24条第5項)、(3)乗務員証の記載、携行義務違反(運輸規則第37条第
3項)

0 0

タクシー 2019 3 4

広島近鉄タクシー株式会
社法人番号（３２４００
０１００９２３７）代表
者仁山功臣

広島県広島市南区皆実
町２丁目７－１９

本社営業所
広島県広島市南
区皆実町２丁目
７－１９

輸送施設の使用停止
（１０日車）及び文
書警告

道路運送法第２７条
第３項

情報提供を端緒として、平成３０年１０月３０日に監査を実施。４件
の違反が認められた。（１）乗務時間等告示の遵守違反（旅客自動車
運送事業運輸規則（以下運輸規則）第２１条第１項）（２）点呼の記
録義務違反（運輸規則第２４条第５項）（３）点呼の記録事項義務違
反（運輸規則第２４条第５項）（４）乗務員台帳の記載事項義務違反
（運輸規則第３７条第１項）

1 1

貸切バス 2019 3 4

株式会社ラッキー１（法
人番号
7290002031529） 代
表者川添福也

福岡県福岡市博多区上
牟田3-6-9

本社営業所
福岡県福岡市博
多区上牟田3-6-9

文書警告（処分日車
数30日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準３．
（６）による）

道路運送法（以下
「法」）第22条の2
第5項、法第27条第
3項

平成31年1月23日、監査実施。7件の違反が認められた。(1)安全統括管
理者の選任（解任）未届出違反（道路運送法第22条の2第5項）、(2)乗
務員台帳の記載事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下
「運輸規則」）第37条第1項）、(3)運行管理補助者の選任（解任）未
届出違反（運輸規則第68条）、(4)運転者に対する指導監督違反（運輸
規則第38条第1項）、(5)運転者に対する指導監督の記載事項義務違反
（運輸規則第38条第1項）、(6)特定運転者に対する特別な指導監督違
反（運輸規則第38条第2項）、(7)整備管理者の研修受講義務違反（運
輸規則第46条）

3 3

貨物 2019 3 5 舟橋司 山梨県上野原市 本店
山梨県上野原市
上野原２１７９
－１

輸送施設の使用停止
（130日車）、輸送の
安全確保命令

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第5項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年9月14日、監査を
実施。5件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）点呼の実施義務違
反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（3）点呼の記録の
改ざん・不実記載違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5
項）、（4）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第1項）、（5）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告
規則第2条）

24 13

貨物 2019 3 5

関東マルユウ株式会社
（法人番号
3070001033403）代表
者林祐一

群馬県伊勢崎市太田町
８４９－３－１０２

本社
群馬県伊勢崎市
太田町８４９－
３－１０２

輸送施設の使用停止
（140日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第5項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年7月26日、監査を
実施。10件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）健康状態の把握義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（3）点呼の
実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（4）点
呼の記録の改ざん・不実記載違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第7条第5項）、（5）乗務等の記録の改ざん・不実記載違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（6）運行記録計による記録義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（7）運行記録計
による記録の改ざん・不実記録違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第9条）、（8）運行指示書の携行義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第9条の3）、（9）運転者に対する指導監督違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（10）事業計画の変更認可違
反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）

14 14

貨物 2019 3 5
株式会社東総運輸（法人
番号4030001018836）
代表者齋藤伸吾

埼玉県さいたま市岩槻
区谷下３０３

本社
埼玉県さいたま
市岩槻区谷下４
０４－１

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第5項

救護措置義務違反があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平
成30年8月30日、監査を実施。2件の違反が認められた。（1）点呼の記
録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）、
（2）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第10条第1項）

0 0

貨物 2019 3 5
株式会社寿山（法人番号
4060001012539）代表
者栗山芳彦

栃木県那須郡那須町大
字寺子乙８８９－１１
７

本社
栃木県那須郡那
須町大字寺子乙
８８９－１１７

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

過積載運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平成31年1
月22日、監査を実施。1件の違反が認められた。（1）過積載運送（貨
物自動車運送事業法第17条第3項）

2 2

貨物 2019 3 5
菊地商事株式会社（法人
番号6060001006646）
代表者菊地克夫

栃木県宇都宮市平出町
１２１７－３

本社
栃木県宇都宮市
平出町１２１７
－３

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

過積載運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平成31年1
月23日、監査を実施。1件の違反が認められた。（1）過積載運送（貨
物自動車運送事業法第17条第3項）

3 3



貨物 2019 3 5

株式会社デンコーポレー
ション（法人番号
8120901015993）代表
者江並傳

大阪府高槻市唐崎北３
丁目３４番３号

本社
大阪府茨木市大
池１丁目１４番
２４号

許可の取消し
貨物自動車運送事業
法第３２条

事業の無届出、休止・廃止（所在不明事業者） 0 0

貨物 2019 3 5

有限会社北企画商事（法
人番号
1122002001351）代表
者北田喜八郎

大阪府東大阪市吉田本
町３－６－２０

本社
大阪府東大阪市
加納５－９－２

許可の取消し
貨物自動車運送事業
法第３２条

事業の無届出、休止・廃止（所在不明事業者） 0 0

貨物 2019 3 5

エビス運送株式会社（法
人番号
2140001037521）代表
者坪内芳文

兵庫県神戸市西区伊川
谷町潤和字大日８６３
－４

物流総合本
部

兵庫県加古郡稲
美町六分一百丁
歩１３５４－４

許可の取消し
貨物自動車運送事業
法第３２条

事業の無届出、休止・廃止（所在不明事業者） 0 0

貨物 2019 3 5
ATS物流株式会社（法人
番号9140001039429）
代表者笠垣一太

兵庫県姫路市花田町小
川７３９番地の１

本社
兵庫県姫路市花
田町小川７３９
番地の１

許可の取消し
貨物自動車運送事業
法第３２条

事業の無届出、休止・廃止（所在不明事業者） 0 0

貨物 2019 3 5
株式会社大翔（法人番号
7130001042492）代表
者大西光義

京都府八幡市岩田六ノ
坪５６番地３

本社
京都府城陽市平
川広田７６番地
の１

許可の取消し
貨物自動車運送事業
法第３２条

事業の無届出、休止・廃止（所在不明事業者） 0 0

貨物 2019 3 5

有限会社ファーストエキ
スプレス（法人番号
8140002003665）代表
者門田浩昌

兵庫県神戸市灘区原田
通３－１－１６

本社
兵庫県神戸市灘
区原田通３－１
－１６

許可の取消し
貨物自動車運送事業
法第３２条

事業の無届出、休止・廃止（所在不明事業者） 0 0

貨物 2019 3 5

有限会社蓼丸運輸（山下
運輸有限会社）（法人番
号1140002006245）代
表者吉永昌之

兵庫県神戸市中央区波
止場町６－９

本社
兵庫県神戸市中
央区波止場町６
－９

許可の取消し
貨物自動車運送事業
法第３２条

事業の無届出、休止・廃止（所在不明事業者） 0 0

貨物 2019 3 5

神戸日本急配有限会社
（法人番号
6140002002702）代表
者横山泰久

兵庫県神戸市東灘区魚
崎浜町２３－４

本社
兵庫県神戸市東
灘区魚崎浜町２
３－４

許可の取消し
貨物自動車運送事業
法第３２条

事業の無届出、休止・廃止（所在不明事業者） 0 0

貨物 2019 3 5
株式会社渡辺重機（法人
番号3140001035689）
代表者米川良一

兵庫県神戸市長田区南
駒栄町４５－６

本社
兵庫県三木市加
佐３０２－１２

許可の取消し
貨物自動車運送事業
法第３２条

事業の無届出、休止・廃止（所在不明事業者） 0 0

貨物 2019 3 5

株式会社ジー･エー（法
人番号
3140001036910）代表
者林愛一郎

兵庫県明石市二見町東
二見５４５－２

本社
兵庫県明石市二
見町東二見５４
５－２

許可の取消し
貨物自動車運送事業
法第３２条

事業の無届出、休止・廃止（所在不明事業者） 0 0

貨物 2019 3 5
三輝運輸株式会社（法人
番号4160001013378）
代表者岩﨑米男

滋賀県栗東市小柿２丁
目７番７号

本社
滋賀県栗東市小
柿２丁目７番７
号

許可の取消し
貨物自動車運送事業
法第３２条

事業の無届出、休止・廃止（所在不明事業者） 0 0

貨物 2019 3 5
大阪運送企業組合（代表
者栗林栄一）

大阪府大阪市天王寺区
小宮町４８

都島橋
大阪府大阪市都
島区都島本通１
－１４

許可の取消し
貨物自動車運送事業
法第３２条

事業の無届出、休止・廃止（所在不明事業者） 0 0

貨物 2019 3 5
有限会社山商輸送（法人
番号8140002058123）
代表者山下保男

兵庫県西宮市上田中町
６番８号

本社
兵庫県西宮市上
田中町６番８号

許可の取消し
貨物自動車運送事業
法第３２条

事業の無届出、休止・廃止（所在不明事業者） 0 0

貨物 2019 3 5
大仙運送株式会社（法人
番号7140001077158）
代表者布本紀雄

兵庫県加西市中野町８
８６－２

本社
兵庫県加西市中
野町８８６－２

許可の取消し
貨物自動車運送事業
法第３２条

事業の無届出、休止・廃止（所在不明事業者） 0 0

貨物 2019 3 5

株式会社辰巳三芳園（法
人番号
7140001078593）代表
者園尾叔広

兵庫県伊丹市御願塚４
－１－１

本社
兵庫県篠山市住
吉台７０－９

許可の取消し
貨物自動車運送事業
法第３２条

事業の無届出、休止・廃止（所在不明事業者） 0 0

貨物 2019 3 5
株式会社北川物流サービ
ス（法人番号なし）代表
者北川安男

滋賀県米原市近江町大
字多和田１５７６

本社
滋賀県彦根市南
川瀬町１４８９

許可の取消し
貨物自動車運送事業
法第３２条

事業の無届出、休止・廃止（所在不明事業者） 0 0

貨物 2019 3 5
近畿物流株式会社（法人
番号8120901000665）
代表者福元広治

大阪府茨木市主原町４
－１０

本社
大阪府茨木市主
原町４番１０号

輸送施設の使用停止
（４０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年２月９日及び同年４月２５日、死亡事故を引き起こしたこ
とを端緒に監査を実施。１０件の違反が認められた。（１）事業計画
変更認可違反（自動車車庫の位置）（貨物自動車運送事業法第９条第
１項）、（２）健康状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第３条第６項）、（３）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第７条）、（４）点呼の記録事項違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第７条第５項）、（５）乗務等の記録事項違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第８条）、（６）運行記録計によ
る記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条）、（７）
運転者台帳の記載事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
９条の５第１項）、（８）運転者に対する指導監督不適切（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第１０条第１項）、（９）運転者に対する指
導監督の記録違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第１
項）、（１０）運転者に対する指導監督の記録事項違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第１０条第１項）

4 4

貨物 2019 3 5

株式会社新九州運輸（法
人番号
5330001010522） 代
表者清田正光

熊本県熊本市北区植木
町広住287-1

本社営業所
熊本県熊本市北
区植木町広住
287-1

輸送施設の使用停止
（40日車）、文書警
告、文書勧告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
8条第1項、法第17
条第1項、法第17条
第4項、法第18条第
3項、道路運送法第
95条

平成30年11月26日、監査実施。14件の違反が認められた。(1)事業計画
(配置車両数)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法第8
条第1項)、(2)事業者たる法人の役員、社員の変更届出義務違反(貨物自
動車運送事業施行規則第44条第1項第6号)、(3)自動車に関する表示義
務違反（道路運送法第95条）、(4)疾病、疲労等のおそれのある乗務(貨
物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第6項)、(5)
必要な員数の運転者の確保違反(安全規則第3条第1項)、(6)運転者台帳
の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(7)運行管理者の選任
(解任)未届出違反(安全規則第19条)、(8)点呼の実施義務違反(安全規則
第7条)、(9)乗務時間等の基準の遵守違反(安全規則第3条第4項)、(10)
運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(11)運転者に対
する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反(安全規則第10条第1
項) 、(12)特定運転者に対する特別な指導監督違反(安全規則第10条第2
項)、(13)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第
2項)、(14)事故の記録事項義務違反(安全規則第9条の2)

4 4

タクシー 2019 3 5

芙蓉第一交通株式会社
（法人番号
6010801010538） 代
表者  田頭 寛三

東京都大田区南六郷２
－３６－１５

本社営業所
東京都大田区南
六郷２－３６－
１５

輸送施設の使用停止
（44日車）

道路運送法（以下、
運送法）第13条

平成30年10月26日、法令違反の疑いがあることを端緒として調査を実
施。1件の違反が認められた。(1)運送引受義務違反(道路運送法第13条)

5 5



タクシー 2019 3 5

ＡＹＡ交通株式会社（法
人番号
6011401011653） 代
表者 広村 哲

東京都板橋区高島平７
－１－２４

本社営業所
東京都板橋区高
島平７－１－２
４

輸送施設の使用停止
（20日車）

運送法第27条第3項

平成30年11月7日、法令で規定された報告書に関して法令違反の疑いが
あったことを端緒として監査を実施。3件の違反が認められた。(1)運転
者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸
規則)第38条第1項)､(2)高齢運転者に対する告示で定める特別な指導義
務違反(運輸規則第38条第2項)､(3)高齢運転者に対する適性診断受診義
務違反(運輸規則第38条第2項)

2 2

タクシー 2019 3 5

日の丸交通株式会社（法
人番号
3010001144081） 代
表者 富田 和孝

東京都文京区後楽１－
１－８

世田谷営業
所

東京都世田谷区
南烏山１－１－
１８

文書警告 運送法第27条第3項
平成30年12月6日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実施。1
件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動
車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

タクシー 2019 3 5

日本タクシー株式会社
(法人番号
8120001001390)代表者
坂本栄二

大阪府大阪市旭区赤川1
丁目10番21号

本社
大阪府大阪市旭
区赤川1丁目10番
21号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法108条の34の規定に基づく通知件数(駐停
車違反)が過去1年以内に3件に達した。運転者に対する指導監督義務違
反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

タクシー 2019 3 5

日本タクシー株式会社
(法人番号
8120001001390)代表者
坂本栄二

大阪府大阪市旭区赤川1
丁目10番21号

本社
大阪府大阪市旭
区赤川1丁目10番
21号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法108条の34の規定に基づく通知件数(放置
駐車違反)が過去1年以内に3件に達した。運転者に対する指導監督義務
違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

タクシー 2019 3 5
朝日自動車株式会社(法
人番号6120001030243)
代表者林明

大阪府大阪市住之江区
南港東3丁目1番27号

本社
大阪府大阪市住
之江区南港東3丁
目1番27号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法108条の34の規定に基づく通知件数(最高
速度違反)が過去1年以内に3件に達した。運転者に対する指導監督義務
違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

タクシー 2019 3 5

ひまわりタクシー株式会
社(法人番号
4120001156536)代表者
服部秀一

大阪府守口市八雲中町2
丁目10番8号

本社
大阪府守口市八
雲中町2丁目10番
8号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法108条の34の規定に基づく通知件数(駐停
車違反)が過去1年以内に3件に達した。運転者に対する指導監督義務違
反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

5 0

タクシー 2019 3 5

南和タクシー株式会社
(法人番号
9120001050255)代表者
齋藤憲司

大阪府大阪市西淀川区
野里1丁目1番2号

堺
大阪府堺市北区
百舌鳥赤畑町1丁
12番3号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法108条の34の規定に基づく通知件数(放置
駐車違反)が過去1年以内に3件に達した。運転者の指導監督義務違反(旅
客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

1 0

貸切バス 2019 3 5

有限会社関口商店（法人
番号：
7030002121966） 代
表者 関口正明

埼玉県秩父郡小鹿野町
大字小鹿野1806-2

本社営業所
埼玉県秩父郡小
鹿野町大字小鹿
野1806-2

輸送施設の使用停止
（80日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第2
項

平成30年8月6日、定期的な監査を端緒に監査を実施。2件の違反が認め
られた。(1)高齢運転者に対する特別な指導義務違反(旅客自動車運送事
業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第38条第2項)､(2)高齢運転者に対する適性
診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)

8 8

貸切バス 2019 3 5

群長急行観光バス株式会
社（法人番号：
4070001025176） 代
表者 佐藤一

群馬県吾妻郡嬬恋村大
字鎌原1520-36

本社営業所
群馬県吾妻郡嬬
恋村大字鎌原
1520-36

輸送施設の使用停止
（60日車）

道路運送法第9条の2
第1項

平成30年9月11日及び平成30年10月16日、定期的な監査を実施。2件の
違反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2
第1項)､(2)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸
規則第38条第1項)

6 6

貸切バス 2019 3 5

株式会社煌星観光（法人
番号：
7040001091078） 代
表者 道仙英夫

千葉県佐倉市吉見252-5 本社営業所
千葉県四街道市
鹿放ヶ丘495-1

輸送施設の使用停止
（125日車）

道路運送法第20条

平成30年6月5日及び平成30年6月8日他、新規許可を受けたことを端緒
に監査を実施。10件の違反が認められた。(1)営業区域外旅客運送(道路
運送法第20条)､(2)乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸
規則(以下｢運輸規則｣)第21条第1項)､(3)疾病のおそれのある乗務(運輸
規則第21条第5項)､(4)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)､
(5)乗務等の記録の記載事項不備(運輸規則第25条第2項)､(6)運行指示書
の記載事項不備(運輸規則第28条の2第1項)､(7)運転者に対する指導監督
等義務違反(運輸規則第38条第1項)､(8)初任運転者に対する特別な指導
義務違反(運輸規則第38条第2項)､(9)定期点検整備等の未実施(運輸規則
第45条)､(10)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条)

13 13

貸切バス 2019 3 5

株式会社アドバンス観光
（法人番号：
2040001098615） 代
表者 押本直美

千葉県袖ケ浦市蔵波台
5-24-4

本社営業所
千葉県袖ケ浦市
蔵波台5-24-4

輸送施設の使用停止
（60日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第2
項

平成30年7月24日及び平成30年8月8日、新規許可を受けたことを端緒
に監査を実施。5件の違反が認められた。(1)点呼の記録事項義務違反
(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第24条第5項)､(2)乗務
等の記録の記載事項不備(運輸規則第25条第2項)､(3)運転者に対する指
導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(4)初任運転者に対する特別な
指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､(5)初任運転者に対する適性診断
受診義務違反(運輸規則第38条第2項)

6 6

貸切バス 2019 3 5

有限会社山下運輸（法人
番号：
2050002043833） 代
表者 山下一男

茨城県筑西市倉持1205-
10

貸切旅客営
業所

茨城県筑西市倉
持1205-10

輸送施設の使用停止
（60日車）

道路運送法第9条の2
第1項

平成30年9月26日、定期的な監査監査を実施。5件の違反が認められ
た。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2第1項)､(2)運送
引受書の記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規
則｣)第7条の2第1項)､(3)乗務等の記録の記載事項不備(運輸規則第25条
第2項)､(4)運行指示書の記載事項不備(運輸規則第28条の2第1項)､(5)運
転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)

6 6

貸切バス 2019 3 5

はぎわら観光株式会社
（法人番号：
4060001009766） 代
表者 萩原一貴

栃木県芳賀郡益子町北
中437-1

茨城成田営
業所

茨城県稲敷郡河
内町長竿1596

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第24条第5
項

平成30年7月17日及び平成30年7月23日、区域拡大を行ったことを端緒
に監査を実施。3件の違反が認められた。(1)点呼の記録事項義務違反
(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第24条第5項)､(2)乗務
等の記録の記載事項不備(運輸規則第25条第2項)､(3)運行指示書の記載
事項不備(運輸規則第28条の2第1項)

0 0

貸切バス 2019 3 5

株式会社熊本観光バス
（法人番号
8330001006402） 代
表者立場一安

熊本県熊本市南区田迎
5-16-16

熊本営業所
熊本県熊本市南
区田迎5-16-16

文書警告
道路運送法第27条第
3項

平成31年2月6日、監査実施。2件の違反が認められた。(1)点呼の記録
事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第
24条第5項）、(2)運転者に対する指導監督違反（運輸規則第38条第1
項）

0 0

貨物 2019 3 6

有限会社三協トランス
ポート（法人番号
2120002063312）代表
者山田茂美

大阪府大阪市鶴見区焼
野３－２－１２５

本社
大阪府守口市南
寺方東通６丁目
１６－２０

輸送施設の使用停止
（３０日車）

貨物自動車運送事業
法第９条第１項

平成３０年３月６日及び同年４月４日、死亡事故を引き起こしたこと
を端緒に監査を実施。１０件の違反が認められた。（１）事業計画変
更認可違反（営業所の位置）（貨物自動車運送事業法第９条第１
項）、（２）事業計画変更認可違反（自動車車庫の位置）（貨物自動
車運送事業法第９条第１項）、（３）乗務時間等の告示の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第４項）、（４）健康状態
の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第６項）、
（５）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７
条）、（６）点呼の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第７条第５項）、（７）乗務等の記録事項不備（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第８条）、（８）運行記録計による記録義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第９条）、（９）運転者台帳の記載事項
不備（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条の５第１項）、（１
０）運転者に対する指導監督不適切（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第１０条第１項）

3 3

貨物 2019 3 6
株式会社谷口通商（法人
番号7170001008325）
代表者谷口佳弘

和歌山県紀の川市北勢
田589－１

堺支店

大阪府堺市中区
深井清水町４０
２２－１－４０
３

輸送施設の使用停止
（３０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項

平成３０年５月２２日及び同年５月３１日、法令違反の疑いを端緒に
監査を実施。８件の違反が認められた。（１）事業計画変更認可違反
（営業所の位置）（貨物自動車運送事業法第９条第３項）、（２）乗
務時間等の告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条
第４項）、（３）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第７条）、（４）点呼の記録事項不備（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第７条第５項）、（５）乗務等の記録事項不備（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第８条）、（６）運行記録計による記録義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条）、（７）運転者に対す
る指導監督不適切（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第１
項）、（８）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第２３条第１項）

3 3



貨物 2019 3 6
有限会社中原運送（法人
番号6350002015344）
代表者中原政利

宮崎県北諸県郡三股町
蓼池4234-1

本社営業所
宮崎県北諸県郡
三股町大字蓼池
字下原4234-1

輸送施設の使用停止
（80日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項、法第17
条第4項、法第60条
第1項

平成30年10月15日、監査実施。13件の違反が認められた。(1)乗務時間
等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項)、(2)疾病、疲労等のおそれのある乗務(安全規則第3
条第6項)、(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(4)点呼の記録事
項義務違反(安全規則第7条第5項)、(5)乗務等の記録事項義務違反(安全
規則第8条)、(6)運行指示書に係る（作成、指示、携行）義務違反(安全
規則第9条の3第1項)、(7)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9
条の5第1項)、(8)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保
存違反(安全規則第10条第1項)、(9)特定運転者に対する特別な指導監督
違反(安全規則第10条第2項)、(10)特定運転者に対する適性診断受診義
務違反(安全規則第10条第2項)、(11)整備管理者の研修受講義務違反(安
全規則第15条)、(12)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第
1項)、(13)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項)

8 8

タクシー 2019 3 6

株式会社神姫タクシー姫
路(法人番号
8140001094771)代表者
福井秀人

兵庫県姫路市保城字大
岩ノ下338番地の1

本社
兵庫県姫路市保
城字大岩ノ下338
番地の1

輸送施設の使用停止
(20日車)

道路運送法第27条第
3項

平成30年9月7日、労働局からの通報を端緒に監査を実施。4件の違反が
認められた。(1)健康状態の把握義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則
(以下、「運輸規則」)第21条第5項）、(2)点呼の記録義務違反(運輸規
則第24条第5項)、(3)乗務等の記録事項義務違反(運輸規則第25条第3
項、第4項)、(4)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1
項)

2 2

タクシー 2019 3 6

株式会社川西オーシャン
交通(法人番号
1140001024693)代表者
金田隆司

兵庫県尼崎市潮江4丁目
1番28号

本社
兵庫県川西市矢
問3丁目171番地
の1

輸送施設の使用停止
(30日車)

道路運送法第27条第
3項

平成30年10月10日、労働局からの通報を端緒に監査を実施。4件の違反
が認められた。(1)損害賠償責任保険(共済)締結義務違反(旅客自動車運
送事業運輸規則(以下、「運輸規則」)第19条の2）、(2)点呼の記録義務
違反(運輸規則第24条第5項)、(3)整備管理者の研修受講義務違反(運輸
規則第46条)、(4)社会保険等加入義務違反(道路運送法第30条第2項)

3 3

貸切バス 2019 3 6

有限会社道南ビジネスサ
ポート（法人番号１４３
０００２０６１０７９）
代表者佐久間聡史

北海道苫小牧市新明町
２丁目６－５

本社営業所
北海道苫小牧市
新明町２丁目６
－５

文書警告（処分日車
数１０日車のため、
一般貸切旅客自動車
運送事業者に対する
行政処分等の基準
３．（６）による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第２５条第
１項、第２項、第４
項 他１件

平成３１年２月２０日及び平成３１年３月４日、その他事故、法令違
反、事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。２件の違反が認め
られた。（１）乗務等の記録事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸
規則第２５条第１項、第２項、第４項）、（２）乗務員台帳の記載事
項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３７条第１項）

14 1

貸切バス 2019 3 6

三原交通株式会社法人番
号（７２４０００１０３
９８３３）代表者小林み
な子

広島県三原市西野４丁
目４－１

世羅営業所
広島県世羅郡世
羅町本郷１７９
４－１

文書警告（処分日車
数４０日車のため、
一般貸切旅客自動車
運送事業者に対する
行政処分等の基準
３．（６）による）

道路運送法第２７条
第３項

継続監視の監査対象として、平成３１年１月１６日、同年１月２２日
及び同年１月２９日に監査を実施。６件の違反が認められた。（１）
運送引受書の記載事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下
運輸規則）第７条の２第１項）（２）点呼の記録事項義務違反（運輸
規則第２４条第５項）（３）点呼の記録義務違反（運輸規則第２４条
第５項）（４）乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第２５条第２
項）（５）運行指示書の記載事項義務違反（運輸規則第２８条の２第
１項）（６）乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第３７条第１
項）

4 4

貨物 2019 3 7

株式会社ＫＯＵＳＹＵＮ
（法人番号７３７０６０
１００２５０９） 代表
者髙橋俊明

宮城県多賀城市大代五
丁目８番２号

本社営業所
宮城県多賀城市
大代五丁目８番
２号

輸送施設の使用停止
（３０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項、法第
１７条第４項

平成３０年６月１４日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、7
件の違反が認められた。（１）健康状態の把握義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第６項）、（２）
点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１項、第２項、第３項）、
（３）点呼の記録義務違反（安全規則第７条第５項）、（４）運行記
録計による記録義務違反（安全規則第９条）、（５）運転者に対する
指導監督義務違反（安全規則第１０条第１項）、（６）初任運転者に
対する特別な指導義務違反（安全規則第１０条第２項）、（７）初任
運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第１０条第２項）

3 3

貨物 2019 3 7

マルア興運株式会社（法
人番号
5080401014768） 代
表取締役浅井正明

静岡県掛川市千浜４１
４４－１

本社
静岡県掛川市千
浜字京田４１４
４－１

輸送施設の使用停止
（９０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第４項

平成３０年１１月２日、関係機関からの情報を端緒として監査実施。
５件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、
（２）健康状態の把握義務違反（安全規則第３条第６項）、（３）点
呼の実施義務違反（安全規則第７条第１項及び第２項）、（４）定期
点検整備記録の未記載（安全規則第１３条第２号）、（５）社会保険
等加入義務者の一部未加入（法第２５条第２項）

9 9

貨物 2019 3 7
津田運送株式会社（法人
番号2180001098840）
代表取締役津田浩一郎

愛知県弥富市神戸八丁
目３４番地４

本社

愛知県海部郡蟹
江町旭２－２３
（アークティ旭
２Ｃ）

輸送施設の使用停止
（５０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年１１月１６日、監査方針に基づいて監査実施。３件の違反
が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、（２）点呼
の実施義務違反（安全規則第７条第１項及び第２項）、（３）点呼の
記録記載不備（安全規則第７条第５項）

5 5

貨物 2019 3 8

ビッグバン株式会社（法
人番号
6180001081504） 代
表取締役高木宏昇

愛知県犬山市大字犬山
字上り屋５番地３

犬山本社
愛知県犬山市大
字犬山字上り屋
５－３

輸送施設の使用停止
（３０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項

平成３０年９月１９日、監査方針に基づいて監査実施。２件の違反が
認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、（２）点呼の
実施義務違反（安全規則第７条第１項及び第２項）

3 3

貨物 2019 3 8
株式会社ＩＴＹ（法人番
号4180002079870）
代表取締役杉山正樹

愛知県一宮市春明字西
切生６番地の７

本社
愛知県一宮市奥
町字蘇東５０番
１

輸送施設の使用停止
（４０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項

平成３０年１０月３日、監査方針に基づいて監査実施。４件の違反が
認められた。（１）事業計画変更認可違反（法第９条第１項）、
（２）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則（以下「安全規則」）第３条第４項）、（３）健康状態の把握義務
違反（安全規則第３条第６項）、（４）特定の運転者に対する適性診
断受診義務違反（安全規則第１０条第２項）

4 4

タクシー 2019 3 8

有限会社南国セイブタク
シー（法人番号
6290002007059） 代
表者藤野秀之

福岡県福岡市城南区鳥
飼5-2-52

本社営業所
福岡県福岡市城
南区鳥飼5-2-52

輸送施設の使用停止
（48日車）、文書警
告

道路運送法第27条第
3項

平成30年10月26日、監査実施。11件の違反が認められた。(1)苦情処理
の記録の記録義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規
則」）第3条第2項）、(2)苦情処理の記録の記載事項不備違反（運輸規
則第3条第2項）、(3)乗務時間等の基準の遵守違反（運輸規則第21条第
1項）、(4)点呼の実施義務違反（運輸規則第24条）、(5)乗務等の記録
事項義務違反（運輸規則第25条）、(6)乗務員台帳の記載事項義務違反
（運輸規則第37条第1項）、(7)運転者に対する指導監督違反（運輸規
則第38条第1項）、(8)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の
記録保存違反（運輸規則第38条第1項）、(9)運転者に対する指導監督
の記載事項義務違反（運輸規則第38条第1項）、(10)特定運転者に対す
る特別な指導監督違反（運輸規則第38条第2項）、(11)特定運転者に対
する適性診断受診義務違反（運輸規則第38条第2項）

5 5

貨物 2019 3 11
札幌急配株式会社（法人
番号5430001019867）
代表者北村治

北海道札幌市手稲区手
稲山口３１５－６

函館営業所
北海道北斗市清
水川１４２番地
１３

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第４項 他１件

平成３１年２月１４日、公安委員会からの通報等を端緒として監査を
実施。２件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第４項）、（２）運転者に
対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第１
項）

0 0



貨物 2019 3 11
有限会社昴商事(法人番
号7200002009533）
代表取締役安田美紀

岐阜県瑞穂市牛牧１２
５６－１

本社
岐阜県瑞穂市野
田新田４０３１
－１

輸送施設の使用停止
（２０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第４項

平成３０年１０月１８日、監査方針に基づいて監査実施。６件の違反
が認められた。（１）事業計画変更認可違反【車庫】（法第９条第１
項）、（２）事業計画変更認可違反【休憩・睡眠施設】（法第９条第
１項）、（３）事業計画変更事後届出違反（法第９条第３項）、
（４）点呼の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下
「安全規則」）第７条第５項）、（５）事故の記録義務違反（安全規
則第９条の２）、（６）定期点検整備記録の未記載（安全規則第１３
条第２号）

2 2

貨物 2019 3 11
株式会社ヒナセ（法人番
号3180001094087）
代表取締役曽良一司

愛知県知多郡美浜町大
字上野間字里屋敷１番
地１

本社

愛知県知多郡美
浜町大字上野間
字里屋敷１番地
１

輸送施設の使用停止
（５０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第４項

平成３０年１０月２６日、監査方針に基づいて監査実施。５件の違反
が認められた。（１）事業計画変更認可違反（法第９条第１項）、
（２）乗務時間等の基準の遵守違反（安全規則第３条第４項）、
（３）点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１項及び第２項並びに
第３項）、（４）点呼の記録記載不備（安全規則第７条第５項）、
（５）運行指示書の作成・指示・携行義務違反（安全規則第９条の３
第１項及び第２項並びに第３項）

5 5

貨物 2019 3 11

ダイセーエブリー二十四
株式会社（法人番号
9180001084272)代表者
田中孝昌

愛知県一宮市萩原町萩
原字松山５３１－２７

香川営業所
香川県観音寺市
柞田町丁９３－
２４

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項、道
路運送車両法第49条

平成３１年１月１５日、１月１７日、重傷事故を端緒として監査を実
施したところ、３件の違反が確認された。(1)運転者に対する点呼の実
施結果の記録内容が不適切であったこと（安全規則第7条第5項）、(2)
運転者台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと（安
全規則第9条の5第1項）、(3)事業用自動車の定期点検整備の記録の保
存が確実になされていなかったこと（安全規則第13条）

0 0

貨物 2019 3 11
長洲運送株式会社（法人
番号9330001011723）
代表者本田秀二

熊本県玉名郡長洲町清
源寺715-1

宮崎営業所
宮崎県都城市高
城町大字穂満坊
字清水725-5

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

平成30年12月19日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)過積載運
送(貨物自動車運送事業法第17条第3項)

3 3

貨物 2019 3 11

株式会社阿久根鮮冷物流
（法人番号
3340001008294） 代
表者飛松昭彦

鹿児島県霧島市隼人町
真孝2714

本社営業所
鹿児島県阿久根
市晴海町7-2

輸送施設の使用停止
（105日車）、文書警
告、文書勧告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
8条第1項、法第17
条第4項、道路運送
車両法第48条

平成30年10月23日、監査実施。13件の違反が認められた。(1)事業計画
(自動車車庫)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法第8
条第1項)、(2)事業者たる法人の役員、社員の変更届出義務違反(貨物自
動車運送事業施行規則第44条第1項第6号)、(3)運転者台帳の記載事項
義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第9
条の5第1項)、(4)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(5)点呼の記録
義務違反(安全規則第7条第5項)、(6)点呼の記録事項義務違反(安全規則
第7条第5項)、(7)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(8)運行
記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(9)運行記録計による記録
保存義務違反(安全規則第9条)、(10)運転者に対する指導監督違反(安全
規則第10条第1項)、(11)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督
の記録保存違反(安全規則第10条第1項)、(12)整備管理者の研修受講義
務違反(安全規則第15条)、(13)定期点検整備の実施違反(安全規則第13
条、道路運送車両法第48条)

11 11

貨物 2019 3 11

有限会社梶原自動車（法
人番号
2350002011909） 代
表者梶原幸司

宮崎県延岡市川原崎町
350-1

本社営業所
宮崎県延岡市川
原崎町350-1

輸送施設の使用停止
（60日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第4項、法第18
条第1項、法第60条
第1項

平成30年11月2日、監査実施。10件の違反が認められた。(1)報告義務
違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項)、(2)運転者台帳の記載事項義
務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第9条の5
第1項)、(3)運行管理者の補助者の要件違反（安全規則第18条第3
項）、(4)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項)、(5)
点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(6)点呼の記録事項義務違反(安
全規則第7条第5項)、(7)点呼の記録保存義務違反(安全規則第7条第5
項)、(8)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(9)特定運転
者に対する特別な指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(10)特定運転
者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)

6 6

貨物 2019 3 11

株式会社Ｋシステム（法
人番号
5350001013572） 代
表者川端俊和

宮崎県宮崎市山崎町八
百牟田1157-4

本社営業所
宮崎県宮崎市山
崎町八百牟田
1157-4

輸送施設の使用停止
（70日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第17
条第1項、法第17条
第4項、法第60条第
1項、道路運送車両
法第48条

平成30年12月7日、監査実施。13件の違反が認められた。(1)報告義務
違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項)、(2)運転者台帳の記載事項義
務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第9条の5
第1項)、(3)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項)、
(4)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(5)点呼の記録事項義務違反
(安全規則第7条第5項)、(6)乗務等の記録義務違反(安全規則第8条)、(7)
乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(8)運行記録計による記録
義務違反(安全規則第9条)、(9)乗務時間等の基準の遵守違反(安全規則
第3条第4項)、(10)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録
保存違反(安全規則第10条第1項)、(11)特定運転者に対する特別な指導
監督違反(安全規則第10条第2項)、(12)整備管理者の研修受講義務違反
(安全規則第15条)、(13)定期点検整備の実施違反(安全規則第13条、道
路運送車両法第48条)

7 7

タクシー 2019 3 11

有限会社玉造観光タク
シー（法人番号６３７０
２０２００３２３８）
代表者遠藤孝次

宮城県大崎市岩出山字
通丁２９番地１号

本社営業所
宮城県大崎市岩
出山字通丁２９
番地１号

輸送施設の使用停止
（４０日車）

道路運送法（以下
「法」）第２７条第
３項、法第３０条第
２項

平成３０年６月２９日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、4
件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督義務違反（旅
客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第３８条第１項）、
（２）高齢運転者に対する特別な指導義務違反（運輸規則第３８条第
２項）、（３）高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則
第３８条第２項）、（４）社会保険等加入義務違反（道路運送法第３
０条第２項）

4 4

タクシー 2019 3 11
柳木交通株式会社（法人
番号8180001021177）
代表取締役梅村渉

愛知県名古屋市南区要
町４丁目１０番地１号

本社
愛知県名古屋市
南区要町４丁目
１０番地１号

輸送施設の使用停止
（１０日車）及び文
書警告

道路運送法第２７条
第３項

平成３０年１１月２７日、監査方針に基づいて監査実施。５件の違反
が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反（旅客自動車運送
事業運輸規則（以下「運輸規則」）第２１条第１項）、（２）健康状
態の把握義務違反（運輸規則第２１条第５項）、（３）乗務員台帳の
記載不備（運輸規則第３７条第１項）、（４）運転者に対する地理、
応接の指導監督義務違反（運輸規則第３９条）、（５）一般準則違反
運（運輸規則第２条第２項）

1 1

タクシー 2019 3 11

広島近鉄タクシー株式会
社法人番号（３２４００
０１００９２３７）代表
者仁山功臣

広島県広島市南区皆実
町２丁目７－１９

本社営業所
広島県広島市南
区皆実町２丁目
７－１９

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

一年以内における当該営業所に係る速度超過件数が３件に達したこと
を端緒として、平成３１年３月１１日に監査を実施。１件の違反が認
められた。（１）運転者の指導監督義務違反（旅客自動車運送事業運
輸規則第３８条第１項）

1 0

タクシー 2019 3 11

有限会社平和ハイヤー
（法人番号
3490002012297)代表者
山本倫世

高知県香南市野市町東
野１２３１

東野営業所
高知県香南市野
市町東野１２３
１

文書警告
道路運送法第27条第
3項

平成３１年２月２８日、労働局からの通報を端緒として監査を実施し
たところ、２件の違反が確認された。(1)運転者に対する点呼の実施結
果の記録内容が不適切であったこと（運輸規則第24条第5項）、(2)事
業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導
監督の記録に記載すべき事項が不適切であったこと（運輸規則第38条
第1項）

0 0

タクシー 2019 3 11

宝タクシー第三株式会社
（法人番号
2180001105951）代表
取締役小林幸司

愛知県名古屋市熱田区
神宮四丁目７番２７号

高畑
愛知県名古屋市
中川区小塚４１
番地

輸送施設の使用停止
（４０日車）及び文
書警告

道路運送法第２７条
３項

平成３０年９月２７日、死亡事故を惹起したこと端緒として監査実
施。５件の違反が認められた。（１）健康状態の把握義務違反（旅客
自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第２１条第５項）、
（２）乗務員台帳の記載不備（運輸規則第３７条第１項）、（３）運
転者に対する指導監督違反（運輸規則第３８条第１項）、（４）特定
の運転者に対する指導監督違反（運輸規則第３８条第２項）、（５）
特定の運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第３８条第２
項）

4 4



貸切バス 2019 3 11

第一観光産業株式会社
（法人番号９３７０２０
１０００２７４） 代表
者大澤和幸

宮城県大崎市古川宮沢
字舘ノ内９４番地

本社営業所
宮城県大崎市古
川宮沢字舘ノ内
９４番地

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

平成３１年１月３１日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、2
件の違反が認められた。（１）運送引受書の記載事項義務違反（旅客
自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第７条の２第１項）、
（２）運転者に対する指導監督義務違反（運輸規則第３８条第１項）

0 0

貸切バス 2019 3 11 上坂好 愛知県豊田市
豊田北部観
光

愛知県豊田市
輸送施設の使用停止
（６０日車）

道路運送法（以下
「法」）第４３条の
１５第９項

一般財団法人中部貸切バス適正化センターに対し負担金の納付義務が
あるにもかかわらず、平成３０年度分の負担金を納付しなかった。負
担金納付命令違反（法第４３条の１５第９項）

6 6

貨物 2019 3 12

栄興物流株式会社（法人
番号４３８０００１００
０７８６１） 代表者郡
司助広

福島県田村郡小野町大
字飯豊字五反田３５－
１

本社営業所
福島県田村郡小
野町大字飯豊字
五反田３７－２

輸送施設の使用停止
（２０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
９条第３項、法第１
７条第１項、法第１
７条第４項

平成３０年４月１７日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、6
件の違反が認められた。（１）事業計画（営業所配置車両数）変更届
出違反（貨物自動車運送事業法施行規則第６条第１項第１号）、
（２）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則（以下「安全規則」）第３条第４項）、（３）点呼の実施義務違反
（安全規則第７条第１項、第２項、第３項）、（４）点呼の記録義務
違反（安全規則第７条第５項）、（５）点呼の記録事項義務違反（安
全規則第７条第５項）、（６）運転者に対する指導監督義務違反（安
全規則第１０条第１項）

2 2

貨物 2019 3 12

株式会社フットライト
コーポレーション東北
（法人番号４０１２３０
１０１０６７２） 代表
者安東美朗

福島県本宮市高木字北
ノ脇５番地１

本社営業所
福島県本宮市高
木字北ノ脇５番
地１

輸送施設の使用停止
（４０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項、法第
１７条第４項

平成３０年２月２６日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、5
件の違反が認められた。（１）健康状態の把握義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第６項）、（２）
点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１項、第２項）、（３）運転
者台帳の作成義務違反（安全規則第９条の５第１項）、（４）運転者
に対する指導監督義務違反（安全規則第１０条第１項）、（５）初任
運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第１０条第２項）

4 4

貨物 2019 3 12

ジェイライナー株式会社
（法人番号
9030001093503）代表
者増渕仁一

埼玉県川口市戸塚東３
－２４－７

埼玉本社
埼玉県川口市戸
塚東３－２４－
７－３０２

輸送施設の使用停止
（75日車)

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第13条

労働局からの通報を端緒として平成30年2月15日、監査を実施。8件の
違反が認められた。（1）健康状態の把握義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第3条第6項）、（2）点呼の記録義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第7条第5項）、（3）乗務等の記録事項義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（4）運行記録計に
よる記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（5）
運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
10条第1項）、（6）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第13条）、（7）点検整備記録簿の保存義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第13条）、（8）整備管理者の研修受講義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第15条）

8 8

貨物 2019 3 12

有限会社コマツサポート
サービス（法人番号
1010102002710）代表
者小松英二

東京都八王子市千人町
２－８－８

三鷹

東京都三鷹市北
野３－５－５
（旧：東京都三
鷹市北野４－１
２－６）

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年7月20日、監査を
実施。6件の違反が認められた。（1）健康状態の把握義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（2）点呼の実施義務違反
等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（3）運転者に対する
指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、
（4）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第23条第1項）、（5）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事
業法第9条第1項）、（6）事業計画事後届出違反（貨物自動車運送事業
法第9条第3項）

6 6

貨物 2019 3 12

有限会社ラミー物流（法
人番号
6120002076384）代表
者樋口好生

大阪府枚方市大垣内町
２丁目１７番５号

本社
大阪府枚方市津
田西町１丁目６
番１５号

輸送施設の使用停止
（９０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成２９年８月２８日及び同年８月３１日、公安委員会からの通報を
端緒に監査を実施。１３件の違反が認められた。（１）事業計画変更
認可違反（自動車車庫の位置）（貨物自動車運送事業法第９条第１
項）、（２）事業計画変更認可違反（休憩・睡眠施設の位置）（貨物
自動車運送事業法第９条第１項）、（３）事業計画変更事後届出違反
（主たる事務所の位置）（貨物自動車運送事業法第９条第３項）、
（４）事業計画変更事後届出違反（営業所の位置）（貨物自動車運送
事業法第９条第３項）、（５）乗務時間等の告示の遵守違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第３条第４項）、（６）健康状態の把握義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第６項）、（７）点
呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条）、
（８）点呼の記録事項不備（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条
第５項）、（９）乗務等の記録事項不備（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第８条）、（１０）乗務等の記録違反（不実記載）（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第８条）、（１１）運行記録計による記録義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条）、（１２）運転者
台帳の記載事項不備（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条の５第
１項）、（１３）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第１０条第２項）

9 9

貨物 2019 3 12

株式会社ひっこしパック
（法人番号
7470001003477)代表者
楠木寿嗣

香川県高松市朝日町５
丁目３－１１０

徳島営業所
徳島県徳島市東
沖洲２丁目５８
－３

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

平成３０年１２月６日、１２月１４日、労働局からの通報を端緒とし
て監査を実施したところ、３件の違反が確認された。(1)運転者に対す
る点呼が確実になされていなかったこと（安全規則第7条第1項、第2
項、第3項）、(2)運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切で
あったこと（安全規則第7条第5項）、(3)運転者の乗務について定めら
れた事項の記録が不適切であったこと（安全規則第8条）

0 0

貨物 2019 3 12

ダイセー倉庫運輸株式会
社(法人番号
5180001076091) 代表
者吉田憲三

愛知県小牧市大字入鹿
出新田字新道900

福岡営業所
福岡県福岡市東
区箱崎ふ頭4ｰ12ｰ
35

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

平成31年2月26日、監査実施。4件の違反が認められた。(1)運転者台帳
の記載事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規
則」)第9条の5第1項)、(2)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5
項)、(3)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(4)特定
運転者に対する特別な指導監督違反(安全規則第10条第2項)

0 0

貨物 2019 3 12

大常サービス有限会社
（法人番号
9180002071971) 代表
者余有旺

愛知県瀬戸市緑町1-81 本社営業所
愛知県瀬戸市緑
町1-81

許可の取消し
貨物自動車運送事業
法第32条

事業の無届出、休止・廃止（所在不明事業者） 0 －

貨物 2019 3 12
有限会社大山商店（法人
番号7180302024037)
代表者大山泰司

愛知県みよし市三好町
半野木1番地の115

本社営業所
愛知県みよし市
三好町半野木1-
115

許可の取消し
貨物自動車運送事業
法第32条

事業の無届出、休止・廃止（所在不明事業者） 0 －

貨物 2019 3 12
有限会社市野商運（法人
番号1190002013534)
代表者市野きよみ

三重県松阪市菅生町303 本社営業所
三重県松阪市豊
原町字閑浄寺
1006-4

許可の取消し
貨物自動車運送事業
法第32条

事業の無届出、休止・廃止（所在不明事業者） 0 －

貨物 2019 3 12
有限会社コーセー（法人
番号2190002023739)
代表者下村幸正

三重県三重郡菰野町大
字菰野1639-49

本社営業所
三重県三重郡菰
野町大字竹成字
神川2288-1

許可の取消し
貨物自動車運送事業
法第32条

事業の無届出、休止・廃止（所在不明事業者） 0 －



タクシー 2019 3 12

有限会社大江タクシー
（法人番号８４２０００
２００８６９３） 代表
者大江大樹

青森県三戸郡階上町大
字道仏字耳ヶ吠３１番
地６号

本社営業所

青森県三戸郡階
上町大字道仏字
耳ヶ吠３１番地
６号

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

平成２９年１０月２４日、監査方針を端緒として監査を実施した結
果、6件の違反が認められた。（１）苦情処理の記録義務違反（旅客自
動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第３条第２項）、（２）
点呼の実施義務違反（運輸規則第２４条第１項、第２項）、（３）点
呼の記録義務違反（運輸規則第２４条第４項）、（４）乗務等の記録
義務違反（運輸規則第２５条第３項）、（５）運転者に対する指導監
督義務違反（運輸規則第３８条第１項）、（６）初任及び高齢運転者
に対する特別な指導義務違反（運輸規則第３８条第２項）

0 0

タクシー 2019 3 12

株式会社北斗タクシー
（法人番号４４２０００
１０１２４７７） 代表
者杉山雄吾

青森県むつ市金曲一丁
目１１－８

本社営業所
青森県むつ市金
曲一丁目１１－
８

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

平成２９年９月２７日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、4
件の違反が認められた。（１）苦情処理の記録義務違反（旅客自動車
運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第３条第２項）、（２）乗務
員台帳の作成義務違反（運輸規則第３７条第１項）、（３）高齢運転
者に対する特別な指導義務違反（運輸規則第３８条第２項）、（４）
高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第３８条第２
項）

0 0

タクシー 2019 3 12

株式会社ナカヤトランス
ポート（法人番号
1050001031575） 代
表者 小嶋 勝五郎

茨城県筑西市甲９１５
番地

下館営業所
茨城県筑西市外
塚字塚の越６４
６

輸送施設の使用停止
（20日車）

運送法第9条の3第1
項、運送法第27条第
3項

平成30年8月2日及び平成30年8月16日、公安委員会からの通知を端緒
として監査を実施。4件の違反が認められた。(1)運賃料金認可違反(道
路運送法第9条の3第1項)､(2)点呼の記録義務違反(旅客自動車運送事業
運輸規則(以下､運輸規則)第24条第5項)､(3)乗務記録の記録事項の不備
(運輸規則第25条第3項)､(4)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則
第38条第1項)

2 2

タクシー 2019 3 12

ゴールド交通株式会社
（法人番号
9011601016375） 代
表者 大森 悦朗

東京都練馬区上石神井
３－３４－１２

本社営業所
東京都練馬区上
石神井３－３２
－２－１Ｆ

輸送施設の使用停止
（10日車）

運送法第27条第3項

平成30年8月21日及び平成30年8月23日、労働局からの通知を端緒とし
て監査を実施。5件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違
反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第21条第1項)､(2)運転
者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(3)高齢運転者に
対する告示で定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､(4)高
齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)､(5)整
備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条)

1 1

タクシー 2019 3 12
昭島交通株式会社（法人
番号9012801001828）
代表者 山田 良二

東京都昭島市宮沢町３
丁目１番１号

本社営業所
東京都昭島市宮
沢町３丁目１番
１号

輸送施設の使用停止
（10日車）

道路運送車両法（以
下、車両法）第58条
第1項

平成30年11月1日、法令違反の疑いがあることを端緒として監査を実
施。1件の違反が認められた。(1)無車検運行(道路運送車両法第58条第
1項)

1 1

タクシー 2019 3 12

飛鳥交通第六株式会社
（法人番号
6010601027451） 代
表者 川野 繁

東京都江戸川区小松川
一丁目６番２号

高井戸営業
所

東京都杉並区高
井戸東３－２８
－４０

輸送施設の使用停止
（120日車）

車両法第58条第1項
平成30年11月1日、法令違反の疑いがあることを端緒として監査を実
施。1件の違反が認められた。(1)無車検運行(道路運送車両法第58条第
1項)

12 12

タクシー 2019 3 12

滋賀第一交通株式会社
(法人番号
2160001014213)代表者
荒木浩幸

滋賀県栗東市大橋7丁目
7番8号

近江八幡営
業所

滋賀県近江八幡
市西生来町字廻
り戸1558番地

文書警告
道路運送法第27条第
3項

平成31年2月22日、滋賀運輸支局において苦情を端緒に調査を実施。2
件の違反が認められた。(1)一般準則(公平かつ懇切な取扱い)違反(旅客
自動車運送事業運輸規則(以下、「運輸規則」)第2条第2項)、(2)一般準
則(職務遂行の指導、措置)違反(運輸規則第2条第3項)

2 0

タクシー 2019 3 12

観光タクシー株式会社
（法人番号
2310001000346） 代
表者馬場雅朗

長崎県長崎市滑石4-6-
14

本社営業所
長崎県長崎市滑
石4-6-14

輸送施設の使用停止
（20日車）、文書警
告

道路運送法第27条第
3項

平成30年10月23日、監査実施。4件の違反が認められた。(1)乗務等の
記録事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規
則」）第25条）、(2)乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条
第1項）、(3)運転者に対する指導監督違反（運輸規則第38条第1項）、
(4)特定運転者に対する特別な指導監督違反（運輸規則第38条第2項）

2 2

乗合バス 2019 3 12

小湊鉄道株式会社（法人
番号：
8040001053928） 代
表者 石川晋平

千葉県市原市五井中央
東1-1-2

長南営業所
千葉県長生郡長
南町長南2119

輸送施設の使用停止
（20日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第2
項

平成30年5月10日及び平成30年5月15日、法令違反の疑いがあることを
端緒に監査を実施。3件の違反が認められた。(1)高齢運転者に対する特
別な指導義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第38
条第2項)､(2)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38
条第2項)､(3)事故の未届出(道路運送法第29条)

4 2

乗合バス 2019 3 12

仲田タクシー有限会社
（法人番号：
5040002077607） 代
表者 仲田暁

千葉県東金市東金1250 本社営業所
千葉県東金市東
金1250-1

輸送施設の使用停止
（10日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第2
項

平成30年8月15日、新規許可を受けたことを端緒に監査を実施。2件の
違反が認められた。(1)高齢運転者に対する特別な指導義務違反(旅客自
動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第38条第2項)､(2)高齢運転者に
対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)

1 1

乗合バス 2019 3 12

三陽自動車株式会社（法
人番号：
2010601040490） 代
表者 寺田学

東京都江東区深川2-6-
11

千葉営業所
千葉県四街道市
栗山925-2

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

平成30年9月4日、新規許可を受けたことを端緒に監査を実施。1件の違
反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送
事業運輸規則第38条第1項)

0 0

貸切バス 2019 3 12

有限会社翼交通サービス
（法人番号８４００００
２００９５２９） 代表
者佐藤圭司

岩手県北上市九年橋三
丁目１１－２４

本社営業所
岩手県北上市九
年橋三丁目１１
－２４

文書警告（処分日車
数30日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準３．
（６）による）

道路運送法第２７条
第３項

平成３０年１２月２７日、監査方針を端緒として監査を実施した結
果、2件の違反が認められた。（１）乗務員台帳の作成義務違反（旅客
自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第３７条第１項）、
（２）運転者に対する指導監督義務違反（運輸規則第３８条第１項）

3 3

貸切バス 2019 3 12

花巻観光バス株式会社
（法人番号３４００００
１００５４５９） 代表
者藤澤靖明

岩手県花巻市西宮野目
第５地割４０４番地１
号

本社営業所
岩手県花巻市西
宮野目第５地割
４０４番地１号

文書警告（処分日車
数４０日車のため、
一般貸切旅客自動車
運送事業者に対する
行政処分等の基準
３．（６）による）

道路運送法第２７条
第３項

平成３１年１月２９日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、1
件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督義務違反（旅
客自動車運送事業運輸規則第３８条第１項）

4 4

貸切バス 2019 3 12

株式会社ピースジャパン
（法人番号：
9010001163209） 代
表者 清水宜人

神奈川県相模原市南区
下溝2097-3

東京営業所
東京都八王子市
丹木町3-118-101

輸送施設の使用停止
（60日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第24条第5
項

平成30年9月28日及び平成30年10月4日、区域拡大を行ったことを端緒
に監査を実施。3件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反
(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第21条第1項)､(2)点呼
の記録等義務違反(運輸規則第24条第5項)､(3)運転者に対する指導監督
義務違反(運輸規則第38条第1項)

6 6

貸切バス 2019 3 12
株式会社玉川（法人番
号：2021001023622）
代表者 森敦子

神奈川県厚木市小野
327-1

本社営業所
神奈川県厚木市
小野327-1

輸送施設の使用停止
（70日車）

道路運送法第9条の2
第1項

平成30年11月6日及び平成30年11月13日、定期的な監査を実施。3件の
違反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2
第1項)､(2)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸
規則(以下｢運輸規則｣)第38条第1項)､(3)定期点検整備等の未実施(運輸
規則第45条)

11 7

貸切バス 2019 3 12

栄楽観光株式会社（法人
番号：
1030001072530） 代
表者 高原栄一

埼玉県さいたま市中央
区大字下落合1050

本社営業所
埼玉県さいたま
市桜区西堀1-6-2

文書警告（処分日車
数40日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3.(6)
による）

道路運送法第15条第
1項

平成30年12月3日及び平成30年12月13日、定期的な監査を実施。3件の
違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(道路運送法第15条第1
項)､(2)点呼の記録事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運
輸規則｣)第24条第5項)､(3)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則
第38条第1項)

17 4

貸切バス 2019 3 12
株式会社北斗星（法人番
号：8011701019782）
代表者 水木千夏

千葉県四街道市大日
284-17-301

本社営業所
千葉県四街道市
大日284-17-301

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

平成30年10月24日、新規許可を受けたことを端緒に監査を実施。3件の
違反が認められた。(1)乗務等の記録の記載事項不備(旅客自動車運送事
業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第25条第2項)､(2)運行指示書の記載事項不
備(運輸規則第28条の2第1項)､(3)運転者に対する指導監督等義務違反
(運輸規則第38条第1項)

0 0

貸切バス 2019 3 12

株式会社ダイヤモンドバ
ス（法人番号：
1100001017602） 代
表者 下総建司

長野県北安曇郡松川村
2455ｰ1

千葉営業所
千葉県成田市堀
之内294-1､295-
1､299-2

文書警告（処分日車
数20日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3.(6)
による）

道路運送法第15条第
3項

平成30年12月11日、定期的な監査を実施。2件の違反が認められた。
(1)事業計画の事前変更届出違反(道路運送法第15条第3項)､(2)運転者に
対する指導監督等義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

5 2



貸切バス 2019 3 12

今井運輸有限会社（法人
番号：
5030002098653） 代
表者 今井雅彦

埼玉県川口市八幡木3-
4-10

茨城営業所
茨城県猿島郡境
町西泉田567-2

文書警告（処分日車
数50日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3.(6)
による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

平成30年10月9日、定期的な監査を実施。7件の違反が認められた。(1)
事業計画の事前変更届出違反(道路運送法第15条第3項)､(2)運送引受書
の記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第7条
の2第1項)､(3)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)､(4)乗務
等の記録の記載事項不備(運輸規則第25条第2項)､(5)運転者に対する指
導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)､(6)定期点検整備等の未実施
(運輸規則第45条)､(7)書類の適切管理義務違反(運輸規則第69条)

5 5

貸切バス 2019 3 12

株式会社青木観光（法人
番号：
3050001013753） 代
表者 青木幹雅

茨城県結城郡八千代町
大字塩本字西分244-3

本社営業所
茨城県結城郡八
千代町大字塩本
字西分244-3

文書警告（処分日車
数40日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3.(6)
による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第24条第5
項

平成30年11月12日及び平成30年11月16日、定期的な監査を実施。4件
の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送事
業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第21条第1項)､(2)点呼の記録義務違反(運
輸規則第24条第5項)､(3)運行指示書の記載事項不備(運輸規則第28条の
2第1項)､(4)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)

4 4

貸切バス 2019 3 12

有限会社佐貫タクシー
（法人番号：
2050002033173） 代
表者 中山能和

茨城県龍ケ崎市入地町
141-11

本社営業所
茨城県龍ケ崎市
入地町141-11

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第24条第5
項

平成30年12月17日、新規許可を受けたことを端緒に監査を実施。3件の
違反が認められた。(1)点呼の記録事項義務違反(旅客自動車運送事業運
輸規則(以下｢運輸規則｣)第24条第5項)､(2)乗務等の記録の記載事項不備
(運輸規則第25条第2項)､(3)運行指示書の記載事項不備(運輸規則第28条
の2第1項)

0 0

貸切バス 2019 3 12

第一観光株式会社（法人
番号：
7090001004951） 代
表者 大木俊隆

山梨県南アルプス市西
南湖967-1

本社営業所
山梨県南アルプ
ス市西南湖967-1

文書警告（処分日車
数30日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3.(6)
による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第26条第1
項

平成31年1月10日及び平成31年1月21日、労働局からの通知を端緒に監
査を実施。2件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(旅
客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第21条第1項)､(2)運行記録
計による記録義務違反(運輸規則第26条第1項)

3 3

貸切バス 2019 3 12

有限会社甲立タクシー法
人番号（１２４０００２
０３０９９４）代表者木
村一海

広島県安芸高田市甲田
町高田原字宮藩１００
２－２

本社営業所

広島県安芸高田
市甲田町高田原
字宮藩１００２
－２

文書警告（処分日車
数20日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準３．
（６）による）

道路運送法第２７条
第３項

継続監視の監査対象として、平成３１年２月７日に監査を実施。２件
の違反が認められた。（１）運送引受書の記載事項義務違反（旅客自
動車運送事業運輸規則（以下運輸規則）第７条の２第１項）（２）点
呼の記録事項義務違反（運輸規則第２４条第５項）

2 2

貸切バス 2019 3 12

こうやま霧島株式会社
（法人番号
2340001012990） 代
表者濵松士朗

鹿児島県霧島市溝辺町
崎森2826

本社営業所
鹿児島県霧島市
溝辺町崎森2826

輸送施設の使用停止
（120日車）、文書警
告

道路運送法（以下
「法」）第9条の2第
1項、法第27条第3
項、法第29条

平成30年11月13日、監査実施。5件の違反が認められた。(1)運賃料金
事前届出、運賃料金変更事前届出違反（道路運送法（以下「法」）第9
条の2第1項）、(2)点呼の記録又は点呼の記録保存違反（旅客自動車運
送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第24条第5項）、(3)自動車事故
報告規則に規定する事故の届出違反(法第29条)、(4)運転者に対する指
導監督違反（運輸規則第38条第1項）、(5)乗務員台帳の記載事項義務
違反（運輸規則第37条第1項）

15 12

貸切バス 2019 3 12

有限会社野元観光バス
（法人番号
7340002027083） 代
表者野元謙一

鹿児島県鹿屋市上高隈
町2027-4

本社営業所
鹿児島県鹿屋市
上高隈町2027-4

輸送施設の使用停止
（80日車）、文書警
告

道路運送法（以下
「法」）第12条第1
項、法第27条第3項

平成30年10月12日、監査実施。7件の違反が認められた。(1)運送約款
の掲示義務違反（道路運送法第12条第1項）、(2)運行管理規程の制定
義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第48条
の2）、(3)点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条第5項）、(4)乗務
員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条第1項）、(5)運転者に対
する指導監督違反（運輸規則第38条第1項）、(6)特定運転者に対する
特別な指導監督違反（運輸規則第38条第2項）、(7)特定運転者に対す
る適性診断受診義務違反（運輸規則第38条第2項）

8 8

貨物 2019 3 13
作手運輸株式会社（法人
番号7180301024302）
代表取締役瀧脇純史

愛知県新城市作手清岳
字郷ノ根２番地の１

本社
愛知県新城市作
手清岳字郷ノ根
２番地の１

輸送施設の使用停止
（３０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項及び第
４項

平成３０年１０月２９日、監査方針に基づいて監査実施。３件の違反
が認められた。（１）事業計画変更事前届出違反（法第９条第３
項）、（２）健康状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則（以下「安全規則」）第３条第６項）、（３）点呼の記録義務違
反（安全規則第７条第５項）

3 3

貨物 2019 3 13
愛協運輸株式会社（法人
番号2180001069668）
代表取締役石橋剛

愛知県豊明市栄町梶田
１１１番地１

本社
愛知県豊明市栄
町梶田１１１－
１

輸送施設の使用停止
（５０日車）

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項及び第
４項

平成３０年１１月１９日、監査方針に基づいて監査実施。４件の違反
が認められた。（１）健康状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第６項）、（２）特定の運
転者に対する指導監督違反（安全規則第１０条第２項）、（３）特定
の運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第１０条第２
項）、（４）運行管理者の講習受講義務違反（安全規則第２３条第１
項）

5 5

貨物 2019 3 13

有限会社ブルージャンボ
（法人番号
9180302026601） 代
表取締役神取保

愛知県西尾市岡島町郷
東５７

本社
愛知県西尾市岡
島町郷東５７

輸送施設の使用停止
（４０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項及び第
４項

平成３０年１０月１９日、監査方針に基づいて監査実施。９件の違反
が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、（２）健康
状態の把握義務違反（安全規則第３条第６項）、（３）点呼の実施義
務違反（安全規則第７条第１項及び第２項）、（４）点呼の記録記載
不備（安全規則第７条第５項）、（５）乗務等の記録記載不備（安全
規則第８条）、（６）事故の記録記載不備（安全規則第９条の２）、
（７）運転者台帳の記載不備（安全規則第９条の５第１項）、（８）
特定の運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第１０条第２
項）、（９）報告義務違反（法第６０条第１項）

4 4

貨物 2019 3 13
株式会社中村運送（法人
番号5180001093062)
代表取締役中村 清一

愛知県知多郡美浜町大
字豊丘字中平井８－５

本社
愛知県知多郡美
浜町大字豊丘字
中平井８－５

輸送施設の使用停止
（２０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項

平成３０年１０月１８日、監査方針に基づいて監査実施。１件の違反
が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）

2 2

貨物 2019 3 13
株式会社丸橋運送（法人
番号4080001015663）
代表取締役橋本武彦

静岡県焼津市田尻２２
３５－９

本社
静岡県焼津市田
尻字和田２２３
５－９

輸送施設の使用停止
（１０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年１１月１３日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として
監査実施。３件の違反が認められた。（１）運転者台帳の作成義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第９条の
５第１項）、（２）運転者に対する指導監督違反（安全規則第１０条
第１項）、（３）特定の運転者に対する適性診断受診義務違反（安全
規則第１０条第２項）

5 1

貨物 2019 3 13
成和運送株式会社（法人
番号8190001015277）
代表取締役松谷久弥

三重県四日市市大字馳
出字葭原１０６３－１

本社
三重県四日市市
大字馳出字葭原
１０６３－１

輸送施設の使用停止
（２０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第４項

平成３０年１０月１２日及び平成３０年１０月２５日、重傷事故を引
き起こしたことを端緒として監査実施。１２件の違反が認められた。
（１）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則（以下「安全規則」）第３条第４項）、（２）健康状態の把握義務
違反（安全規則第３条第６項）、（３）点呼の記録記載不備（安全規
則第７条第５項）、（４）乗務等の記録記載不備（安全規則第８
条）、（５）運行記録計による記録義務違反（安全規則第９条）、
（６）運転者台帳の作成義務違反（安全規則第９条の５第１項）、
（７）運転者台帳の記載不備（安全規則第９条の５第１項）、（８）
運転者に対する指導監督違反（安全規則第１０条第１項）、（９）運
転者に対する指導監督の記録記載不備（安全規則第１０条第１項）、
（１０）特定の運転者に対する指導監督違反（安全規則第１０条第２
項）、（１１）特定の運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規
則第１０条第２項）、（１２）報告義務違反（法第６０条第１項）

2 2



貨物 2019 3 13

株式会社ヤマキエクスプ
レス（法人番号
7080102004827 ） 代
表取締役山木繁雄

静岡県沼津市岡宮１２
０３－１

本社
静岡県沼津市西
間門字桶田２０
－１

輸送施設の使用停止
（９０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第４項

平成３０年１１月７日、関係機関からの情報を端緒として監査実施。
５件の違反が認められた。（１）健康状態の把握義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第６項）、
（２）点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１項及び第２項）、
（３）特定の運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第１０
条第２項）、（４）定期点検整備の実施違反（安全規則第１３条第１
号）、（５）報告義務違反（法第６０条第１項）

9 9

貨物 2019 3 13

ツチヤ商運株式会社（法
人番号
6180001058270） 代
表者髙瀬和浩

愛知県名古屋市西区赤
城町１５９

本社
愛知県名古屋市
西区赤城町１５
９

輸送施設の使用停止
（８０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項及
び第４項

平成３０年１０月２３日及び平成３０年１１月２日、監査方針に基づ
いて監査実施。６件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の
遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第
３条第４項）、（２）健康状態の把握義務違反（安全規則第３条第６
項）、（３）点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１項及び第２項
並びに第３項）、（４）点呼の記録記載不備（安全規則第７条第５
項）、（５）特定の運転者に対する指導監督違反（安全規則第１０条
第２項）、（６）特定の運転者に対する適性診断受診義務違反（安全
規則第１０条第２項）

8 8

貨物 2019 3 13

有限会社北条産業運輸法
人番号（１２４０００２
０４９６０６）代表者北
条光子

広島県竹原市田万里町
４５６－３

本社営業所
広島県竹原市田
万里町４５６－
３

輸送施設の使用停止
（２０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項及
び第４項

情報提供を端緒として、平成３０年１０月２５日及び同年１２月６日
に監査を実施。５件の違反が認められた。（１）乗務時間等告示の遵
守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下安全規則）第３条第
４項）（２）点呼の記録義務違反（安全規則第７条第５項）（３）点
呼の記録事項義務違反（安全規則第７条第５項）（４）乗務等の記録
事項義務違反（安全規則第８条第１項）（５）運転者台帳の記載事項
義務違反（安全規則第９条の５第１項）

2 2

貨物 2019 3 13

株式会社ムロオ法人番号
（６２４０００１０２６
６３４）代表者山下俊一
郎

広島県呉市中央１丁目
６－９

松江営業所
島根県松江市宍
道町東来待４３
６－１５

文書警告
貨物自動車運送事業
法第１７条第１項及
び第４項

中国自動車道で平成２９年１０月１８日に発生した大型トラックのス
ペヤタイヤ落下による死亡事故について、スペヤタイヤを落下させた
事業者を特定したと岡山県警が平成３０年４月１９日付けで発表を
行ったことを端緒として、平成３０年５月２２日、同年５月２３日及
び同年１０月２３日に監査を実施。３件の違反が認められた。（１）
乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下
安全規則）第３条第４項）（２）点呼の実施義務違反（安全規則第７
条第１項及び第２項）（３）乗務等の記録違反（安全規則第８条第１
項）

0 0

タクシー 2019 3 13

犬山タクシー株式会社
（法人番号
4180001080730） 代
表取締役長屋寿美

愛知県犬山市大字犬山
字東古券３５４番地

柏森

愛知県丹羽郡扶
桑町大字柏森字
天神１４－２．
１５－１．１６
－２

輸送施設の使用停止
（６０日車）

道路運送法第２７条
第３項

平成３０年１２月７日、監査方針に基づいて監査実施。１件の違反が
認められた。（１）無車検運行（旅客自動車運送事業運輸規則第４５
条）

8 6

タクシー 2019 3 13

神姫タクシー株式会社
(法人番号
5140001017553)代表者
高橋伸弘

兵庫県神戸市須磨区横
尾1丁目18番地

本社
兵庫県神戸市須
磨区横尾1丁目18
番地

輸送施設の使用停止
(10日車)

道路運送法第27条第
3項

平成30年10月25日、長期未実施を端緒に監査を実施。2件の違反が認め
られた。(1)乗務等の記録事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則
(以下、「運輸規則」)第25条第3項、第4項)、(2)運行管理者の講習受講
義務違反(運輸規則第48条の4第1項)

1 1

乗合バス 2019 3 13

防長交通株式会社法人番
号（３２５０００１００
９２５２）代表者松村喜
裕

山口県周南市松保町７
－９

防府営業所
山口県防府市国
衙１丁目１－１
５

輸送施設の使用停止
（１０日車）

道路運送法第２７条
第３項

情報提供を端緒として、平成３０年６月７日及び同年７月６日に監査
を実施。１件の違反が認められた。（１）乗務時間等告示の遵守違反
（運輸規則第２１条第１項）

2 1

貨物 2019 3 14
鈴江陸運株式会社（法人
番号8020001006359 ）
代表取締役鈴江孝裕

神奈川県横浜市金沢区
幸浦２－９－１

四日市事業
所

三重県四日市市
白須賀１丁目１
５－２７

輸送施設の使用停止
（１０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項及
び第４項

平成３０年１１月２７日、監査方針に基づいて監査実施。５件の違反
が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、（２）点呼
の実施義務違反（安全規則第７条第１項及び第２項）、（３）点呼の
記録記載不備（安全規則第７条第５項）、（４）運転者台帳の作成義
務違反（安全規則第９条の５第１項）、（５）運転者台帳の記載不備
（安全規則第９条の５第１項）

1 1

貨物 2019 3 14
ネクスト株式会社（法人
番号6120901002606）
代表者石黒登

大阪府摂津市鳥飼中１
丁目３１番２号

本社
大阪府摂津市鳥
飼中１丁目３１
番２号

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

公安委員会からの道路交通法第１０８条の３４の規定に基づく通知件
数(放置行為)が過去1年以内に３件に達した。（1）運転者の指導監督義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

タクシー 2019 3 14
勝山自動車株式会社(法
人番号1290801000755)
代表者廣石敏文

福岡県北九州市小倉北
区米町1ｰ5ｰ15

小倉北営業
所

福岡県北九州市
小倉北区神岳2-
2-12

文書警告
道路運送法第27条第
3項

平成31年2月13日、監査実施。4件の違反が認められた。(1)乗務員台帳
の記載事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)
第37条第1項）、(2)運行管理規程の制定義務違反（運輸規則第48条の
2）、(3)運転者に対する指導監督違反（運輸規則第38条第1項）、(4)事
故の記録事項不備違反(運輸規則第26条の2）

0 0

貨物 2019 3 15
黒潮運輸有限会社（法人
番号8190002005434 ）
代表取締役小倉眞左美

三重県尾鷲市倉ノ谷町
２６－２１

本社
三重県尾鷲市倉
ノ谷町１０３４
－１

輸送施設の使用停止
（１０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第４項

平成３０年１１月７日及び平成３０年１１月８日監査方針に基づいて
監査実施。（１）事業計画変更認可違反【車庫】（法第９条第１
項）、（２）事業計画変更認可違反【休憩・睡眠施設】（法第９条第
１項）、（３）点呼の記録記載不備（貨物自動車運送事業輸送安全規
則（以下「安全規則」）第７条第５項）、（４）乗務等の記録記載不
備（安全規則第８条）、（５）運転者台帳の記載不備（安全規則第９
条の５第１項）、（６）輸送の安全にかかわる情報の公表違反（法第
２４条の３）

1 1

貨物 2019 3 15
丸正運輸有限会社(法人
番号5180302023560 )
代表取締役新井 勝

愛知県豊田市寿町８丁
目２３番地５

本社
愛知県豊田市寿
町八丁目２３番
地５

輸送施設の使用停止
（６０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項及
び第４項

平成３０年８月２７日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として監
査実施。９件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第
４項）、（２）健康状態の把握義務違反（安全規則第３条第６項）、
（３）点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１項及び第２項）、
（４）点呼の記録記載不備（安全規則第７条第５項）、（５）運行指
示書の作成・指示・携行義務違反（安全規則第９条の３第１項及び第
２項並びに第３項）、（６）運転者に対する指導監督違反（安全規則
第１０条第１項）、（７）運転者に対する指導監督の記録違反（安全
規則第１０条第１項）、（８）特定の運転者に対する指導監督違反
（安全規則第１０条第２項）、（９）特定の運転者に対する適性診断
受診義務違反（安全規則第１０条第２項）

6 6

貨物 2019 3 15

アーイカーゴ有限会社
（法人番号
5080402006657 ） 代
表取締役佐野俊克

静岡県浜松市東区貴平
町７０

本社
静岡県浜松市東
区貴平町７０番
地

輸送施設の使用停止
（３５日車）

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項

平成３０年１０月１１日、監査方針に基づいて監査実施。３件の違反
が認められた。（１）事業計画変更認可違反（法第９条第１項）、
（２）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則（以下「安全規則」）第３条第４項）、（３）定期点検整備の実施
違反（安全規則第１３条第１号）

4 4

貨物 2019 3 15
東海運送株式会社（法人
番号2180001093057 ）
代表取締役中川正人

愛知県知多郡美浜町大
字野間字前川１０－２

本社
愛知県知多郡美
浜町大字野間字
前川１０－２

輸送施設の使用停止
（１０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項及
び第４項

平成３０年１１月１４日、監査方針に基づいて監査実施。（１）乗務
時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下
「安全規則」）第３条第４項）、（２）点呼の実施義務違反（安全規
則第７条第１項及び第２項）、（３）点呼の記録記載不備（安全規則
第７条第５項）、（４）乗務等の記録記載不備（安全規則第８条）、
（５）運行記録計による記録義務違反（安全規則第９条）

1 1



貨物 2019 3 15
株式会社丸さ運送（法人
番号5470001000063)代
表者笹尾健太

香川県高松市庵治町６
３９０－１０９

本社営業所
香川県高松市庵
治町６３９０－
１０９

輸送施設の使用停止
（４０日車)及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項、第
4項、第24条、第60
条第1項

平成３０年１１月２７日、死亡事故を端緒として監査を実施したとこ
ろ、８件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が不
適切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度を超え、また所
定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと
（安全規則第3条第4項）、(2)運転者の健康状態の把握が確実になされ
ていなかったこと（安全規則第3条第6項）、(3)運転者の乗務について
定められた事項の記録が不適切であったこと（安全規則第8条）、(4)運
転者台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと（安全
規則第9条の5第1項）、(5)特定の運転者に対して事業用自動車の運行
の安全を確保するために遵守すべき事項についての特別な指導が不適
切だったこと（安全規則第10条第2項）、(6)特定の運転者に対して法
令で定められた適性診断を受診させていなかったこと（安全規則第10
条第2項）、(7)自動車事故報告書が提出されていなかったこと（貨物自
動車運送事業法第24条）、(8)事業報告書及び事業実績報告書の提出を
していなかったこと（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

4 4

貨物 2019 3 15
大河流通株式会社(法人
番号1330001022026)
代表者野口貴史

熊本県八代市鏡町塩浜
398-4

本社営業所
熊本県八代市鏡
町塩浜398-4

輸送施設の使用停止
(60日車)、文書警告

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第17
条第1項、法第17条
第4項、法第60条第
1項、道路運送法第
95条

平成30年11月1日、監査実施。13件の違反が認められた。(1)報告義務
違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項)、(2)自動車に関する表示義務
違反（道路運送法第95条）、(3)疾病、疲労等のおそれのある乗務(貨物
自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第6項)、(4)運転
者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(5)点呼の実施義
務違反(安全規則第7条)、(6)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5
項)、(7)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(8)乗務等の
記録事項義務違反(安全規則第8条)、(9)乗務時間等の基準の遵守違反
(安全規則第3条第4項)、(10)運転者に対する指導監督違反(安全規則第
10条第1項)、(11)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録
保存違反(安全規則第10条第1項) 、(12)特定運転者に対する特別な指導
監督違反(安全規則第10条第2項)、(13)特定運転者に対する適性診断受
診義務違反(安全規則第10条第2項)

6 6

貨物 2019 3 15

有限会社ＨＩＭＡＷＡＲ
Ｉ(法人番号
7350002010856) 代表
者西村賢一

宮崎県日向市日知屋
14819

本社営業所
宮崎県日向市大
字日知屋15837-2

輸送施設の使用停止
(10日車)

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

平成30年12月20日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)過積載運
送(貨物自動車運送事業法第17条第3項)

1 1

タクシー 2019 3 15

関西中央旅客守口株式会
社(法人番号
8120001160039)代表者
高月英作

大阪府守口市佐太東町1
丁目13番9号

本社
大阪府守口市佐
太東町1丁目13番
9号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法108条の34の規定に基づく通知件数(放置
駐車違反)が過去1年以内に3件に達した。運転者の指導監督義務違反(旅
客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

6 0

タクシー 2019 3 15

ユタカ中央交通株式会社
(法人番号
5120101024765)代表者
薬師寺薰

大阪府堺市西区鳳東町6
丁626番地の1

本社
大阪府堺市鳳東
町6-626-1

文書警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法108条の34の規定に基づく通知件数(放置
駐車違反)が過去1年以内に3件に達した。運転者に対する指導監督義務
違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

タクシー 2019 3 15

新東宝タクシー株式会社
(法人番号
1122001003365)代表者
岸下義幸

大阪府東大阪市小阪2丁
目6番14号

本社
大阪府東大阪市
小阪2丁目6番14
号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法108条の34の規定に基づく通知件数(放置
駐車違反)が過去1年以内に3件に達した。運転者に対する指導監督義務
違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

8 0

タクシー 2019 3 15

近鉄タクシー株式会社
(法人番号
3120001023118)代表者
平山晃

大阪府大阪市天王寺区
上本町9丁目4番17号

大阪総合
大阪府大阪市天
王寺区上本町9丁
目4番17号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法108条の34の規定に基づく通知件数(放置
駐車違反)が過去1年以内に3件に達した。運転者に対する指導監督義務
違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

タクシー 2019 3 15

國際タクシー株式会社
(法人番号
5120001163119)代表者
山根成尊

大阪府大阪市住吉区大
領1丁目3番19号

本社
大阪府大阪市住
吉区大領1丁目3
番19号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法108条の34の規定に基づく通知件数(放置
駐車違反)が過去1年以内に3件に達した。運転者に対する指導監督義務
違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

貸切バス 2019 3 15

株式会社エンゼル観光
（法人番号
1120001125262）代表
者綾田博司

大阪府大阪市住之江区
新北島７丁目１番３３
号

本社
大阪府大阪市住
之江区新北島
７ー１ー３３

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

平成３１年１月３０日、法令違反の疑いを端緒に監査を実施。３件の
違反が認められた。（１）運送引受書の記載事項義務違反（旅客自動
車運送事業運輸規則（以下、「運輸規則」）第７条の２第１項）、
（２）点呼の記録事項義務違反（運輸規則第２４条第５項）、（３）
運行指示書の記載事項義務違反（運輸規則第２８条の２第１項）

0 0

貸切バス 2019 3 15

株式会社ジャパンエキス
プレス（法人番号
6120101057368）代表
者王倫維

大阪府泉南市信達牧野
５８１ー１

本社
大阪府泉南市信
達牧野５８１ー
１

文書警告（処分日車
数４０日車のため、
一般貸切旅客自動車
運送事業者に対する
行政処分等の基準
３．（６）による）

道路運送法第２７条
第３項

平成３１年１月１８日、新規許可を端緒に監査を実施。５件の違反が
認められた。（１）運送引受書の記載事項義務違反（旅客自動車運送
事業運輸規則（以下、「運輸規則」）第７条の２第１項）、（２）点
呼の記録事項義務違反（運輸規則第２４条第５項）、（３）運行指示
書の記載事項義務違反（運輸規則第２８条の２第１項）、（４）乗務
員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第３７条第１項）、（５）運転
者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第３８条第２項）

4 4

貸切バス 2019 3 15

江田島バス株式会社法人
番号（９２４０００１０
２７１７５）代表者重川
忠道

広島県江田島市能美町
大字中町４５５３－１

本社営業所
広島県江田島市
能美町大字中町
４５５３－１

文書警告（処分日車
数40日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準３．
（６）による）

道路運送法第２２条
の２第５項及び第２
７条第３項

継続監視の監査対象として、平成３１年１月１７日及び同年１月３０
日に監査を実施。８件の違反が認められた。（１）安全統括管理者の
選任解任届出違反（道路運送法第２２条の２第５項）（２）運送引受
書の記載事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下運輸規
則）第７条の２第１項）（３）点呼の実施義務違反（運輸規則第２４
条第１項及び第２項）（４）点呼の記録事項義務違反（道路運送法第
２４条第５項）（５）乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第２５条
第４項）（６）運行指示書の記載事項義務違反（運輸規則第２８条の
２第１項）（７）乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第３７条
第１項）（８）書類の適切管理義務違反（運輸規則第６９条）

4 4

貨物 2019 3 18

十三貨物自動車株式会社
（法人番号１４２０００
１００８３０５） 代表
者奈良豊

青森県五所川原市大字
太田字山の井２８０－
２９６

本社営業所

青森県五所川原
市大字太田字山
の井２８０－２
９６

輸送施設の使用停止
（６０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第３項

平成３０年９月１２日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実
施した結果、1件の違反が認められた。（１）過積載運送（貨物自動車
運送事業法第１７条第３項）

6 6

貨物 2019 3 18

関東西部運輸株式会社
（法人番号７０４０００
１０７１１５４） 代表
者田口哲士

千葉県野田市木野崎１
７８７－５８

新潟支店
新潟県三条市猪
子場新田６６０
－１

輸送施設の使用停止
（６０日車）

貨物自動車運送事業
法第９条第１項、同
法第１７条第１項及
び同法第１７条第４
項

平成３０年８月９日、監査実施。６件の違反が認められた。（１）事
業計画変更認可違反（貨物自動車運送事業法施行規則第２条第１項第
４号）（２）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第３条第４項）（３）疾病、疲労等のおそれのある乗務（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第３条第６項）（４）点呼の実施違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第１項～第３項）（５）点
呼の記録違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第５項）

6 6



貨物 2019 3 18
株式会社中村商会（法人
番号3021001041821）
代表者中村芳朗

神奈川県横須賀市船越
町６－１

横浜
神奈川県横浜市
鶴見区朝日町１
－２７－２

事業停止（7日間）、
輸送施設の使用停止
（300日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第5項

行政処分等を受けたにもかかわらず改善が認められないことを端緒と
して、平成30年5月10日及び同年6月5日、監査を実施。11件の違反が
認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第4項）、（2）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第7条）、（3）点呼の記録の不実記載違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）、（4）乗務等の記録事項義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（5）乗務等
の記録の不実記載違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1
項）、（6）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第9条）、（7）運行記録計による記録の不実記録違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（8）運転者に対する指導監督
違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（9）整備
管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第15
条）、（10）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第23条第1項）、（11）事業計画の変更認可違反（貨物自動
車運送事業法第9条第1項）

44 44

貨物 2019 3 18
有限会社前川運送（法人
番号4120902015740）
代表者前川勝尾

大阪府箕面市船場西
２ー２０ー１４

本社
大阪府箕面市船
場西２丁目２０
番１４号

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

公安委員会からの道路交通法第１０８条の３４の規定に基づく通知件
数(最高速度違反)が過去1年以内に３件に達した。（1）運転者の指導監
督義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2019 3 18

株式会社ライジング（法
人番号
1120101029652）代表
者納身隆宏

大阪府堺市西区浜寺石
津町東１丁６番２４号

本社
大阪府堺市西区
浜寺石津町東１
丁６番２４号

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

公安委員会からの道路交通法第１０８条の３４の規定に基づく通知件
数(最高速度違反)が過去1年以内に３件に達した。（1）運転者の指導監
督義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2019 3 18

阪神ロジテム株式会社
（法人番号
9140001070053）代表
者橋本政博

兵庫県西宮市津門大箇
町９ー２７

摂津
大阪府摂津市鳥
飼下３丁目３
３ー５

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

平成31年1月11日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。3件の
違反が認められた。（1）点呼の記録事項不備（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条第5項）、（2）運転者に対する指導監督義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（3）整備管理者の解
任未届出違反（道路運送車両法第52条）

0 0

貨物 2019 3 18
阿万運輸株式会社（法人
番号7140001085482）
代表者大楠康

兵庫県南あわじ市八木
養宜上字森ノ腰１０５
３－１

本社

兵庫県南あわじ
市八木養宜上字
森ノ腰１０５３
－１

輸送施設の使用停止
（２０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項

平成３０年２月１６日、重傷事故を引き起こしたことを端緒に監査を
実施。７件の違反が認められた。（１）乗務時間等の告示の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第４項）、（２）健康状態
の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第６項）、
（３）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７
条）、（４）点呼の記録事項不備（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第７条第５項）、（５）乗務等の記録事項不備（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第８条）、（６）運転者台帳の記載事項不備（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第９条の５第１項）、（７）運転者に対する
指導監督の記録違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第１
項）

2 2

貨物 2019 3 18
株式会社ラクサス（法人
番号4140001095971）
代表者木村芳郎

兵庫県神戸市兵庫区出
在家町1丁目3番7号

本社
兵庫県神戸市兵
庫区出在家町1丁
目3番7号

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第４項

公安委員会からの道路交通法１０８条の３４の規定に基づく通知件数
（放置駐車違反）が過去1年以内に３件に達した。（運転者の指導監督
義務違反 貨物運送事業輸送安全規則第１０条第１項）

0 0

貨物 2019 3 18

有限会社原産業運輸（法
人番号
3300002007010） 代
表者原隆

佐賀県嬉野市塩田町馬
場下乙455

本社営業所
佐賀県武雄市山
内町大字三間坂
字八ッ田甲15588

輸送施設の使用停止
（60日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項、法第17
条第4項

平成30年10月23日、監査実施。5件の違反が認められた。(1)乗務時間
等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項)、(2)疾病、疲労等のおそれのある乗務(安全規則第3
条第6項)、(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(4)点呼の記録事
項義務違反(安全規則第7条第5項)、(5)整備管理者の研修受講義務違反
(安全規則第15条)

6 6

貨物 2019 3 18

カネマタオフィスサービ
ス株式会社（法人番号
6120001153291） 代
表取締役堀田浩

大阪府枚方市中宮大池
４丁目１番１号

稲沢
愛知県清須市新
清洲２－３－８

文書警告
貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３１年２月１５日、重傷事故を引き起こしたことを端緒として監
査実施。1件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督違反
（安全規則第１０条第１項）

0 0

貸切バス 2019 3 18

株式会社みちのく観光
（法人番号６３７０００
１０１７６３７） 代表
者工藤浩太郎

宮城県黒川郡大和町宮
床字下小路２４番地

本社営業所
宮城県黒川郡大
和町宮床字下小
路２８番地

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

平成３１年１月２９日及び２月１４日、監査方針を端緒として監査を
実施した結果、2件の違反が認められた。（１）運送引受書の記載事項
義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第７条
の２第１項）、（２）運転者に対する指導監督義務違反（運輸規則第
３８条第１項）

0 0

貸切バス 2019 3 18

塩釜観光バス株式会社
（法人番号８３７０６０
１００２６２３） 代表
者板宮利夫

宮城県多賀城市南宮字
一里塚３３－２

松島営業所
宮城県黒川郡大
郷町川内字中埣
山２－６

文書警告（処分日車
数20日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準３．
（６）による）

道路運送法第２７条
第３項

平成３１年２月５日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、2件
の違反が認められた。（１）疾病・疲労等のおそれのある乗務（旅客
自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第２１条第５項）、
（２）運転者に対する指導監督義務違反（運輸規則第３８条第１項）

12 2

貸切バス 2019 3 18

株式会社 気仙沼ハイタ
ク（法人番号６３７０５
０１０００８１１） 代
表者村上孝博

宮城県気仙沼市四反田
２０番地２

エムケー交
通営業所

宮城県気仙沼市
四反田２４番地
６

文書警告（処分日車
数30日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準３．
（６）による）

道路運送法第２７条
第３項

平成３０年１２月２０日、監査方針を端緒として監査を実施した結
果、4件の違反が認められた。（１）点呼の記録事項義務違反（旅客自
動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第２４条第５項）、
（２）乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第２５条第１項）、
（３）運行記録計による記録義務違反（運輸規則第２６条第１項）、
（４）乗務員台帳の作成義務違反（運輸規則第３７条第１項）

3 3

貸切バス 2019 3 18

株式会社ウインディ観光
（法人番号
6120101034615）代表
者黄田璧微

大阪府堺市西区菱木３
丁２５２７番地５

本社
大阪府堺市西区
草部１２７５－
３

文書警告（処分日車
数４０日車のため、
一般貸切旅客自動車
運送事業者に対する
行政処分等の基準
３．（６）による）

道路運送法第２３条
第３項

平成３１年１月２３日、法令違反の疑いを端緒に監査を実施。５件の
違反が認められた。（１）運行管理者の選任届出違反（道路運送法第
２３条第３項）、（２）運送引受書の記載事項義務違反（旅客自動車
運送事業運輸規則（以下、「運輸規則」）第７条の２第１項）、
（３）点呼の実施義務違反（運輸規則第２４条第１項、第２項、第３
項）、（４）点呼の記録事項義務違反（運輸規則第２４条第５項）、
（５）運行管理者補助者の選任届出違反（運輸規則第６８条）

4 4

貨物 2019 3 19
有限会社大谷運送（法人
番号4450002001138）
代表者大谷正博

北海道旭川市永山７条
２０丁目１０９番地３
３

本社営業所
北海道旭川市永
山七条２０丁目
１０９番地３３

輸送施設の使用停止
（１３５日車）及び
文書警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第７条
第５項 他１２件

平成３０年５月２３日、関係機関からの情報を端緒として監査を実
施。１３件の違反が認められた。（１）事業計画変更認可違反［自動
車車庫の位置及び収容能力］（貨物自動車運送事業法施行規則第２条
第１項第４号）、（２）点呼の実施不適切（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第７条第１項、第２項）、（３）点呼の記録義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第７条第５項）、（４）乗務等の記録義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第８条）、（５）運行記録
計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条）、
（６）運転者台帳の記載事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第９条の５第１項）、（７）運転者に対する指導監督違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第１０条第１項）、（８）運転者に対す
る指導監督の記録違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第
１項）、（９）特定運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第１０条第２項）、（１０）日常点検の実施
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１３条本文関係）、（１
１）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１
３条本文関係、第１号）、（１２）報告義務違反（貨物自動車運送事
業法第６０条第１項）、（１３）自動車に関する表示義務違反（道路
運送法第９５条）

14 14



貨物 2019 3 19

有限会社龍運送（法人番
号３４２０００２０１７
３６９） 代表者米田隆
司

青森県十和田市深持字
長下１８７－６

本社営業所
青森県十和田市
深持字長下１８
７－６

文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項、法第
１７条第４項

平成３０年９月２６日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、2
件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、
（２）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第１０条第１項）

0 0

貨物 2019 3 19
株式会社来光（法人番号
１１００００１００７９
９０） 代表者池田千秋

長野県北佐久郡御代田
町大字御代田４０１４
－５

本社営業所

長野県北佐久郡
御代田町大字御
代田４０１４－
５

輸送施設の使用停止
（８０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項、
同法第１７条第４項
及び同法第１８条第
１項

平成３０年４月１０日及び９月２０日、監査実施。１１件の違反が認
められた。（１）健康状態の把握違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第３条第６項）（２）点呼の実施違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第７条第１項～第２項）（３）点呼の記録違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第７条第５項）（４）乗務等の記録違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第８条）（５）運行記録計による記録違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条）（６）運転者台帳（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第９条の５第１項）（７）指導監督告
示による運転者に対する特別な指導及び運転適性診断受診義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第２項）（８）点検整備
違反（道路運送車両法第４１条）（９）補助者の要件違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第１８条第３項）

8 8

貨物 2019 3 19
有限会社ＴＰＳ（法人番
号1013402003618）代
表者小泉壮治

東京都稲城市矢野口１
４２４－２

本社
東京都稲城市矢
野口１４２４－
２

輸送施設の使用停止
（115日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年10月11日及び同
年10月22日、監査を実施。11件の違反が認められた。（1）乗務時間等
告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、
（2）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3
条第6項）、（3）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第7条）、（4）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第8条第1項）、（5）運転者に対する指導監督違反等
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（6）初任・高齢
運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10
条第2項）、（7）初任・高齢運転者に対する適性診断受診義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（8）定期点検整
備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条）、（9）整備
管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第15
条）、（10）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第23条第1項）、（11）報告義務違反（貨物自動車運送事業
報告規則第2条）

12 12

貨物 2019 3 19
株式会社正洋（法人番号
2030001039677）代表
者髙德正洋

埼玉県北葛飾郡松伏町
大字築比地１２５－２

山梨
山梨県韮崎市穴
山町７５００

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがあることを端緒として、平成30年10月9日及び同年10
月15日、監査を実施。8件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示
の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）疾
病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6
項）、（3）点呼の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条第5項）、（4）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第8条第1項）、（5）運行記録計による記録義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（6）運転者に対する指
導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（7）
運行管理者に対する指導及び監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第22条）、（8）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2
条）

4 4

貨物 2019 3 19
成増運輸株式会社（法人
番号4011401004898）
代表者中西春美

東京都板橋区赤塚新町
３－１７－２

本社
埼玉県和光市白
子４－５－１５

輸送施設の使用停止
（70日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平成30年7月
11日、監査を実施。6件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の
遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）健康
状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6
項）、（3）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第7条）、（4）運行指示書による作成義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条の3）、（5）運転者に対する指導監督違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（6）運行管理補助者の要
件違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項）

7 7

貨物 2019 3 19
夏島運輸株式会社（法人
番号2021001040840）
代表者伊東正幸

神奈川県横須賀市浦郷
町５－２９３１－６８

相模原
神奈川県相模原
市中央区上溝２
２２

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがあることを端緒として、平成30年9月7日、監査を実
施。4件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）点呼の実施義務違反
等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（3）運行指示書によ
る作成義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3）、（4）
運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
10条第1項）

3 3

貨物 2019 3 19

山梨名鉄運輸株式会社
（法人番号
5090001002932）代表
者岩下泉

山梨県中央市臼井阿原
１６４１－６

甲府支店
（旧：本
社）

山梨県中央市山
之神流通団地３
０４９－７
（旧：山梨県中
央市臼井阿原１
６４１－６）

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがあることを端緒として、平成30年10月18日及び同年
10月31日、監査を実施。6件の違反が認められた。（1）乗務時間等告
示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）
点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、
（3）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第9条）、（4）運行指示書による作成義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第9条の3）、（5）運転者に対する指導監督違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（6）事業計画事後届出
違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）

4 4

貨物 2019 3 19

株式会社斉藤レッカー
（法人番号
4012401018979）代表
者米山秀樹

東京都府中市日新町５
－６１－５

本社
東京都府中市日
新町５－６１－
５

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年7月11日及び同年
8月2日、監査を実施。5件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示
の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）点
呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、
（3）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第10条第1項）、（4）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（5）運行管理者の講
習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項）

3 3

貨物 2019 3 19
株式会社サンネット(法
人番号1350001013312)
代表者小川弘美

宮崎県都城市高城町大
井出3443-1

本社営業所
宮崎県都城市高
城町大井出3443-
1

輸送施設の使用停止
(60日車)、文書警告

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第17
条第1項、法第17条
第4項、法第60条第
1項

平成30年12月18日、監査実施。11件の違反が認められた。(1)報告義務
違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項)、(2)疾病、疲労等のおそれの
ある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第
6項)、(3)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、
(4)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(5)乗務等の記録事
項義務違反(安全規則第8条)、(6)乗務時間等の基準の遵守違反(安全規
則第3条第4項)、(7)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1
項)、(8)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反
(安全規則第10条第1項)、(9)特定運転者に対する特別な指導監督違反
(安全規則第10条第2項)、(10)特定運転者に対する適性診断受診義務違
反(安全規則第10条第2項)、(11)整備管理者の研修受講義務違反(安全規
則第15条)

6 6



貨物 2019 3 19

大村セラテック株式会社
(法人番号
8310001008714) 代表
者鏑流馬清規

長崎県大村市黒丸町
1035

運輸部営業
所

長崎県大村市富
の原2-1008

輸送施設の使用停止
(30日車)、文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
8条第1項、法第17
条第1項、法第17条
第4項

平成30年8月30日、監査実施。8件の違反が認められた。(1)事業計画
(自動車車庫)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法第8
条第1項)、(2)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安
全規則（以下「安全規則」）第3条第4項)、(3)乗務時間等の基準なお書
き違反(安全規則第3条第4項)、(4)点呼の記録事項義務違反(安全規則第
7条第5項)、(5)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1
項)、(6)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(7)特定
運転者に対する特別な指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(8)特定運
転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)

3 3

貨物 2019 3 19
株式会社連合運輸(法人
番号4300001004759)
代表者山口康雄

佐賀県武雄市北方町大
崎1131-3

本社営業所
佐賀県武雄市北
方町大崎1131-3

輸送施設の使用停止
(40日車)、文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
8条第1項、法第17
条第1項、法第17条
第4項

平成30年12月12日、監査実施。8件の違反が認められた。(1)事業計画
(自動車車庫)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法第8
条第1項)、(2)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安
全規則（以下「安全規則」）第3条第4項)、(3)点呼の実施義務違反(安
全規則第7条)、(4)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(5)運
行指示書の記載事項義務違反(安全規則第9条の3第1項)、(6)運転者台帳
の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(7)運転者に対する指導
監督違反(安全規則第10条第1項)、(8)特定運転者に対する適性診断受診
義務違反(安全規則第10条第2項)

4 4

タクシー 2019 3 19

株式会社ジャパンリムジ
ンサービス（法人番号
2460302004659） 代
表者衛藤博文

北海道網走郡大空町女
満別本通３丁目１番２
５号

女満別ハイ
ヤー本店営
業所

北海道網走郡大
空町女満別本通
３丁目１番２５
号

輸送施設の使用停止
（２０日車）及び文
書警告

道路運送法第９条の
３第１項 他２件

平成３０年７月３１日、Ｈ２８年度の呼出指導実施後の経過確認を端
緒として監査を実施。３件の違反が認められた。（１）運賃料金認
可、運賃料金変更認可違反（道路運送法第９条の３第１項）、（２）
点呼の記録事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第２４条第５
項）、（３）指導主任者の届出義務違反（旅客自動車運送事業運輸規
則第６８条第１項第３項））

2 2

タクシー 2019 3 19

明星自動車株式会社（法
人番号
2430001016594） 代
表者平島誉久

北海道札幌市南区南３
４条西１１丁目７番１
号

藻岩支店営
業所

北海道札幌市南
区南３４条西１
１丁目７番１号

輸送施設の使用停止
（６０日車）及び文
書警告

旅客自動車運送事業
運輸規則第２１条第
５項 他４件

平成３０年１０月１１日及び平成３０年１１月７日、公安委員会から
の通報等を端緒として監査を実施。５件の違反が認められた。（１）
運賃料金認可、運賃料金変更認可違反（道路運送法第９条の３第１
項）、（２）疾病・疲労等のおそれのある乗務（旅客自動車運送事業
運輸規則第２１条第５項）、（３）運転者に対する特別な指導義務違
反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第２項）、（４）特定運転
者に対する適性診断受診義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３
８条第２項）、（５）書類の適切管理義務違反（旅客自動車運送事業
運輸規則第６９条）

6 6

タクシー 2019 3 19
有限会社石和交通（法人
番号5090002008128）
代表者 小池 洋一

山梨県笛吹市石和町八
田３３０番地９４号

本社営業所
山梨県笛吹市石
和町八田３３０
番地９４号

輸送施設の使用停止
（100日車）

運送法第27条第3
項、タクシー業務適
正化特別措置法第16
条第1項

平成30年10月23日及び平成30年11月2日並びに平成30年11月28日、長
期間監査未実施であることを端緒として監査を実施。7件の違反が認め
られた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則
(以下､運輸規則)第21条第1項)､(2)健康状態の把握義務違反(運輸規則第
21条第5項)､(3)新任運転者に対する指導､監督義務違反(運輸規則第36条
第2項)､(4)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､
(5)初任･高齢運転者に対する告示で定める特別な指導義務違反(運輸規
則第38条第2項)､(6)初任･高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運
輸規則第38条第2項)､(7)運転者証の返納等義務違反(ﾀｸｼｰ業務適正化特
別措置法第16条第1項)

10 10

タクシー 2019 3 19
うど交通株式会社（法人
番号7080001000539）
代表取締役山本敏弘

静岡県静岡市駿河区国
吉田４丁目１０番１号

宮加三

静岡県静岡市清
水区宮加三字山
下７８１番地の
５

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

平成３１年３月８日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として監査
実施。１件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督違反
（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１項）

0 0

タクシー 2019 3 19

ホテルハイヤー株式会社
(法人番号
3130001013324)代表者
杉﨑則夫

京都府京都市山科区西
野離宮町36番地4号

本社営業所
京都府京都市山
科区西野離宮町
36番地4号

輸送施設の使用停止
(10日車)

道路運送法第27条第
3項

平成30年12月2日、京都運輸支局において苦情を端緒に調査を実施。1
件の違反が認められた。一般準則(公平かつ懇切な取扱い)違反(旅客自
動車運送事業運輸規則第2条第2項)

2 1

乗合バス 2019 3 19

川崎鶴見臨港バス株式会
社（法人番号：
5020001072478） 代
表者 田中伸介

神奈川県川崎市川崎区
中瀬3-21-6

塩浜営業所
神奈川県川崎市
川崎区塩浜3-10-
10

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

平成31年2月19日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。1
件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動
車運送事業運輸規則第38条第1項)

2 0

貸切バス 2019 3 19

青空観光株式会社（法人
番号２３９０００１００
５３７０） 代表者加賀
善雄

山形県天童市交り江五
丁目８番６号

本社営業所
山形県東根市郡
山３４８番４

文書警告（処分日車
数40日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準３．
（６）による）

道路運送法第２７条
第３項

平成３１年１月１８日及び３１日、監査方針を端緒として監査を実施
した結果、1件の違反が認められた。（１）疾病・疲労等のおそれのあ
る乗務（旅客自動車運送事業運輸規則第２１条第５項）

4 4

貸切バス 2019 3 19

館林観光バス株式会社
（法人番号：
6070001021818） 代
表者 小林道明

群馬県館林市大手町7-
10

本社営業所
群馬県館林市大
手町7-10

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第5
項

平成31年1月30日、定期的な監査を実施。3件の違反が認められた。(1)
疾病のおそれのある乗務(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規
則｣)第21条第5項)､(2)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)､
(3)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)

4 0

貸切バス 2019 3 19

有限会社内原交通（法人
番号：
6050002007553） 代
表者 磯部洋一

茨城県水戸市内原1-98 本社営業所
茨城県水戸市内
原1-98

輸送施設の使用停止
（160日車）

道路運送法第9条の2
第1項

平成30年8月28日及び平成30年9月12日、定期的な監査を実施。9件の
違反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2
第1項)､(2)運送引受書の記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則
(以下｢運輸規則｣)第7条の2第1項)､(3)点呼の記録事項義務違反(運輸規
則第24条第5項)､(4)乗務等の記録等義務違反 (運輸規則第25条第2項)､
(5)運行記録計による記録義務違反(運輸規則第26条第1項)､(6)運転者に
対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)､(7)高齢運転者に対
する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､(8)高齢運転者に対す
る適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)､(9)運行管理者に対す
る講習受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項)

16 16

貸切バス 2019 3 19

株式会社山王観光バス
（法人番号：
5060001010129） 代
表者 小熊栄

栃木県芳賀郡益子町大
字七井797-3

本社営業所
栃木県芳賀郡益
子町大字七井
797-1

文書警告（処分日車
数40日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3.(6)
による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第2
項

平成30年11月9日及び平成30年11月19日、定期的な監査を実施。1件の
違反が認められた。(1)初任運転者に対する特別な指導義務違反(旅客自
動車運送事業運輸規則第38条第2項)

34 4

貸切バス 2019 3 19

中日臨海バス株式会社
（法人番号：
3190001015554） 代
表者 森川道博

三重県四日市市海山道
町3-80

川崎営業所
神奈川県川崎市
川崎区東扇島6-
10

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第1
項

平成30年12月10日及び平成30年12月17日他、定期的な監査を実施。2
件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送
事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第21条第1項)､(2)乗務等の記録の記載事
項不備(運輸規則第25条第2項)

0 0

貸切バス 2019 3 19

有限会社横島レンタカー
整備（法人番号：
6050002017619） 代
表者 横島忠男

茨城県下妻市唐崎1017
交通部営業
所

茨城県下妻市唐
崎1017

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第24条第5
項

平成31年1月9日、定期的な監査を実施。1件の違反が認められた。(1)
点呼の記録義務等違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)

7 0

貸切バス 2019 3 19

あすか観光バス合同会社
（法人番号
1140003012507）代表
者仲元健

兵庫県揖保郡太子町鵤
１２５５番地３

新宮
兵庫県たつの市
新宮町福栖２７
５番地１

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

平成３１年２月５日、新規許可を端緒に監査を実施。３件の違反が認
められた。（１）運送引受書の記載事項義務違反（旅客自動車運送事
業運輸規則（以下「運輸規則」）第７条の２第１項）、（２）点呼の
記録事項義務違反（運輸規則第２４条第５項）、（３）運行指示書の
記載事項義務違反（運輸規則第２８条の２第１項）

0 0



貨物 2019 3 20
浅野運輸有限会社（法人
番号9200002000184）
代表取締役浅野照夫

岐阜県岐阜市日置江３
－５９－１

本社
岐阜県岐阜市日
置江３－５９－
１

輸送施設の使用停止
（２０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項

平成３０年１０月９日、関係機関からの情報を端緒として監査実施。1
件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第３条第４項）

2 2

貨物 2019 3 20

株式会社ティー・ワイ・
エム（法人番号
9180302010794 ） 代
表取締役富田圭三

愛知県豊橋市老津町字
沖田１０２番地１

本社
愛知県豊橋市老
津町沖田１０２
番地１

輸送施設の使用停止
（３０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項及び第
４項

平成３０年１１月９日、重傷事故を引き起こしたことを端緒として監
査実施。７件の違反が認められた。（１）事業計画変更認可違反（法
第９条第１項）、（２）健康状態の把握義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第６項）、（３）点呼の
実施義務違反（安全規則第７条第１項及び第２項並びに第３項）、
（４）点呼の記録記載不備（安全規則第７条第５項）、（５）運行指
示書の作成・指示・携行義務違反（安全規則第９条の３第１項及び第
２項並びに第３項）、（６）運転者に対する指導監督違反（安全規則
第１０条第１項）、（７）特定の運転者に対する指導監督違反（安全
規則第１０条第２項）

3 3

貨物 2019 3 20

株式会社坂本運輸法人番
号（４２６０００１０２
１７４２）代表者坂本克
善

岡山県瀬戸内市長船町
飯井１３１８－１

本社営業所
岡山県瀬戸内市
長船町飯井１３
１３－１

輸送施設の使用停止
（６０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項及
び第４項

酒気帯び運転をしたとして、兵庫県公安委員会から通知を受けたこと
を端緒として、平成３０年１１月２１日及び同年１２月２１日に監査
を実施。７件の違反が認められた。（１）乗務時間等告示の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下安全規則）第３条第４項）
（２）点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１項、第２項及び第３
項）（３）点呼の記録義務違反（安全規則第７条第５項）（４）点呼
の記録事項義務違反（安全規則第７条第５項）（５）運転者に対する
指導監督の記録事項義務違反（安全規則第１０条第１項）（６）特定
の運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第１０条第２項）
（７）特定の運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第１０条第
２項）

10 6

貨物 2019 3 20
株式会社東酪法人番号
（６２４０００１０３９
９３３）代表者松田悦二

広島県三原市南方３丁
目１０－３

羽須美営業
所

島根県邑智郡邑
南町阿須那１８
３７－１

輸送施設の使用停止
（４０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項及
び第４項

酒気帯び運転をしたとして、島根県公安委員会から通知を受けたこと
を端緒として、平成３０年７月１９日に監査を実施。６件の違反が認
められた。（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則（以下安全規則）第３条第４項）（２）点呼の実施義務違
反（安全規則第７条第１項及び第２項）（３）点呼の記録事項義務違
反（安全規則第７条第５項）（４）運転者台帳の記載事項義務違反
（安全規則第９条の５第１項）（５）運転者に対する指導監督の記録
義務違反（安全規則第１０条第１項）（６）運行管理者の講習受講義
務違反（安全規則第２３条第１項）

4 4

貨物 2019 3 20
株式会社勇貴（法人番号
6480001003584)代表者
溝渕秀樹

徳島県徳島市論田町元
開３６－４

本社営業所
徳島県徳島市論
田町元開３６－
４

輸送施設の使用停止
（６０日車)及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項、第
4項

平成３０年８月３０日、労働局と合同で監査を実施したところ、４件
の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が不適切であ
り、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度を超え、また所定の休息
期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと（安全規
則第3条第4項）、(2)運転者の健康状態の把握が確実になされていな
かったこと（安全規則第3条第6項）、(3)運転者に対する点呼の実施結
果の記録内容が不適切であったこと（安全規則第7条第5項）、(4)新た
に雇い入れした運転者に対して法令で定められた適性診断を受診させ
ていなかったこと（安全規則第10条第2項）

6 6

貨物 2019 3 20
有限会社幸運(法人番号
4320002021438) 代表
者小川英樹

大分県中津市植野69-1 本社営業所
大分県中津市植
野69-1

輸送施設の使用停止
(40日車)、文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
8条第1項、法第17
条第4項、法第18条
第1項

平成30年11月28日、監査実施。10件の違反が認められた。(1)事業計画
(自動車車庫)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法第8
条第1項)、(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則
（以下「安全規則」）第7条)、(3)乗務等の記録事項義務違反(安全規則
第8条)、(4)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(5)運転
者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(6)運転者に対す
る指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(7)運転者に対する指導監督の
記録事項義務違反(安全規則第10条第1項)、(8)特定運転者に対する特別
な指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(9)特定運転者に対する適性診
断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(10)運行管理者の補助者の要
件違反（安全規則第18条第3項）

4 4

貨物 2019 3 20

有限会社天領エキスプレ
ス(法人番号
5320002020307) 代表
者河津康男

大分県日田市大字西有
田800-1

本社営業所
大分県日田市大
字西有田字大義
800-1

輸送施設の使用停止
(130日車)、文書警告

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第17
条第1項、法第17条
第4項、法第60条第
1項、道路運送車両
法第48条

平成30年10月11日、監査実施。13件の違反が認められた。(1)報告義務
違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項)、(2)運転者台帳の記載事項義
務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第9条の5
第1項)、(3)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項)、
(4)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(5)点呼の記録義務違反(安全
規則第7条第5項)、(6)乗務等の記録義務違反(安全規則第8条)、(7)運行
記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(8)運行指示書に係る（作
成、指示、携行）義務違反(安全規則第9条の3第1項)、(9)運行指示書の
記載事項義務違反(安全規則第9条の3第1項)、(10)乗務時間等の基準の
遵守違反(安全規則第3条第4項)、(11)特定運転者に対する適性診断受診
義務違反(安全規則第10条第2項)、(12)整備管理者の研修受講義務違反
(安全規則第15条)、(13)定期点検整備の実施違反(安全規則第13条、道
路運送車両法第48条)

13 13

タクシー 2019 3 20

北海道自由交通株式会社
（法人番号
3430001076299） 代
表者李鉄君

北海道千歳市寿２丁目
１３－５

千歳営業所
北海道千歳市寿
２丁目１３－６

文書警告

旅客自動車運送事業
運輸規則第２５条第
３項、第４項 他２
件

平成３１年３月１２日及び平成３１年３月１４日、新規許可等を端緒
として監査を実施。３件の違反が認められた。（１）乗務等の記録事
項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第２５条第３項、第４
項）、（２）乗務員台帳の記載事項義務違反（旅客自動車運送事業運
輸規則第３７条第１項）、（３）地理・応接の指導監督の記録違反
（旅客自動車運送事業運輸規則第４０条第３項）

0 0

タクシー 2019 3 20

株式会社杜の都交通（法
人番号５３７０００１０
１４６６８） 代表者高
橋昭

宮城県仙台市太白区山
田本町８－３１

本社営業所
宮城県仙台市太
白区山田本町８
－３１

輸送施設の使用停止
（１０日車）

道路運送法第２７条
第３項

平成３０年１１月３０日、公安委員会からの通知を端緒として監査を
実施した結果、1件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監
督違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１項）

1 1

タクシー 2019 3 20

共和タクシー有限会社
（法人番号
3190002000464） 代
表者曽我 浩也

三重県津市中央６番地
２７号

中町
三重県津市中央
６番地２７号

輸送施設の使用停止
（６０日車）及び文
書警告

道路運送法第２７条
第３項

平成３０年１２月３０日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として
監査実施。７件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守
違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第２１条第
１項）、（２）１箇月の拘束時間等の基準の遵守違反（運輸規則第２
１条第１項）、（３）健康状態の把握義務違反（運輸規則第２１条第
５項）、（４）乗務員台帳の記載不備（運輸規則第３７条第１項）、
（５）運転者に対する指導監督違反（運輸規則第３８条第１項）、
（６）特定の運転者に対する指導監督違反（運輸規則第３８条第２
項）、（７）特定の運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則
第３８条第２項）

6 6

タクシー 2019 3 20

神戸相互タクシー株式会
社(法人番号
7140001002850)代表者
平尾文一

兵庫県神戸市東灘区本
山南町6丁目10番地28号

芦屋駅前
兵庫県芦屋市船
戸町駅前広場内

文書警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法108条の34の規定に基づく通知件数(その
他道路交通法違反)が過去1年以内に3件に達した。運転者に対する指導
監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

タクシー 2019 3 20

尼崎文化タクシー株式会
社(法人番号
9140001053082)代表者
枝松七郎

兵庫県尼崎市久々知西
町2丁目5番13号

本社
兵庫県尼崎市
久々知西町2丁目
5-13

文書警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法108条の34の規定に基づく通知件数(最高
速度違反)が過去1年以内に3件に達した。運転者に対する指導監督義務
違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0



タクシー 2019 3 20

愛媛近鉄タクシー株式会
社（法人番号
8500001000726)代表者
山口裕史

愛媛県松山市宮西２丁
目９－３７

本社営業所
愛媛県松山市宮
西２丁目９－３
７

輸送施設の使用停止
（１０日車)及び文書
警告

道路運送法第27条第
3項

平成３０年１０月２３日、労働局と合同で監査を実施したところ、５
件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が不適切で
あり、所定の拘束時間の限度を超えて乗務していた者があったこと
（運輸規則第21条第1項）、(2)運転者の過労防止に関する措置が不適
切であり、１箇月の拘束時間の限度を超えて乗務していた者があった
こと（運輸規則第21条第1項）、(3)運転者に対する点呼の実施結果の
記録が確実になされていなかったこと（運輸規則第24条第5項）、(4)
運転者の乗務について定められた事項の記録が不適切であったこと
（運輸規則第25条第3項、第4項）、(5)乗務員台帳について定められた
事項の記録が不適切であったこと（運輸規則第37条第1項）

1 1

タクシー 2019 3 20

株式会社アイ・エス・ア
イ（法人番号
8500001019766)代表者
合田温子

愛媛県四国中央市三島
中央２丁目９－２７

ついたち営
業所

愛媛県西条市朔
日市８９３－６

輸送施設の使用停止
（１０日車)及び文書
警告

道路運送法第27条第
3項

平成３０年１１月１３日、旅客自動車運送事業に関する監査方針に基
づき監査を実施したところ、５件の違反が確認された。(1)運転者の過
労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間の限度を超え、
また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があっ
たこと（運輸規則第21条第1項）、(2)運転者の過労防止に関する措置
が不適切であり、１箇月の拘束時間の限度を超えて乗務していた者が
あったこと（運輸規則第21条第1項）、(3)運転者に対する点呼の実施
結果の記録内容が不適切であったこと（運輸規則第24条第5項）、(4)
運転者の乗務について定められた事項の記録が不適切であったこと
（運輸規則第25条第3項、第4項）、(5)事業用自動車の運行の安全を確
保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと
（運輸規則第38条第1項）

1 1

貸切バス 2019 3 20

帝産湖南交通株式会社
（法人番号
9160001012986）代表
者大西真澄

滋賀県草津市山寺町１
８８番地

草津営業所
滋賀県草津市山
寺町１８８番地

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

平成３１年１月２４日及び同年１月２５日、法令違反の疑いを端緒に
監査を実施。２件の違反が認められた。（１）点呼の記録事項義務違
反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第２４条第５
項）、（２）運行管理者補助者の選任届出違反（運輸規則第６８条）

0 0

貸切バス 2019 3 20

伊万里交通株式会社（法
人番号
1300001009463） 代
表者池田順二

佐賀県伊万里市南波多
町井手野2954-2

長崎営業所
長崎県松浦市福
島町端免221-5

輸送施設の使用停止
（180日車）、文書警
告

道路運送法（以下
「法」）第16条第1
項、法第23条第3
項、法第27条第3項

平成30年7月6日、監査実施。11件の違反が認められた。(1)事業計画
(自動車車庫)に定める業務の確保違反（道路運送法（以下「法」）第16
条第1項）、(2)運行管理者の選任（解任）未届出違反（法第23条第3
項）、(3)運送引受書の記載事項不備違反（旅客自動車運送事業運輸規
則（以下「運輸規則」）第7条の2第1項）、(4)運送引受書の写しの保
存義務違反 （運輸規則第7条の2第1項）、(5)乗務時間等の基準の遵守
違反（運輸規則第21条第1項）、(6)点呼の実施義務違反（運輸規則第
24条）、(7)乗務等の記録又は乗務等の記録保存違反（運輸規則第25
条）、(8)乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第25条）、(9)運行記録
計による記録又は運行記録計による記録保存違反（運輸規則第26条第1
項）、(10)運行指示書の記載事項義務違反（運輸規則第28条の2第1
項）、(11)乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条第1項）

40 18

貨物 2019 3 22

株式会社静岡サンワ（法
人番号
2080101004444） 代
表取締役三溝寛行

静岡県御殿場市神場字
上の原６８０－５

本社
静岡県御殿場市
神場字上の原６
８０－５

輸送施設の使用停止
（３０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項及
び第４項

平成３０年１１月１５日、重傷事故を引き起こしたことを端緒として
監査実施。３件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条
第４項）、（２）点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１項及び第
２項）、（３）運転者に対する指導監督違反（安全規則第１０条第１
項）

3 3

貨物 2019 3 22

サツキ物流株式会社（法
人番号
2180001109531） 代
表取締役野々垣 弘

愛知県名古屋市天白区
元植田一丁目１０４番
地 レインボーティア
ラ植田１００２号

本社
静岡県牧之原市
坂部１１０番地
の５４

輸送施設の使用停止
（７０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第４項

平成３０年１０月２３日、関係機関からの情報を端緒として監査実
施。６件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４
項）、（２）健康状態の把握義務違反（安全規則第３条第６項）、
（３）点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１項及び第２項）、
（４）点呼の記録記載不備（安全規則第７条第５項）、（５）定期点
検整備の実施違反（安全規則第１３条第１号）、（６）報告義務違反
（法第６０条第１項）

7 7

貨物 2019 3 22

株式会社トラストライ
ナー（法人番号
5200001022737） 代
表者水野高秀

岐阜県土岐市妻木町１
９３６番地

本社
岐阜県多治見市
笠原町字向島２
４５５－５８

輸送施設の使用停止
（９０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項及
び第４項

平成３０年１０月３０日、監査方針に基づいて監査実施。７件の違反
が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、（２）点呼
の実施義務違反（安全規則第７条第１項及び第２項）、（３）点呼の
実施不適切（安全規則第７条第１項及び第２項）、（４）アルコール
検知器常時有効保持義務違反（安全規則第７条第４項）、（５）点呼
の記録不実記載（安全規則第７条第５項）、（６）乗務等の記録記載
不備（安全規則第８条）、（７）運行記録計による記録義務違反（安
全規則第９条）

9 9

貨物 2019 3 22 俵雅克 大阪府大東市 本店 大阪府大東市中
輸送施設の使用停止
（２０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第３項

平成３０年１０月２４日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実
施。１件の違反が認められた。（１）過積載運送（貨物自動車運送事
業法第１７条第３項）

2 2

貨物 2019 3 22
株式会社翔新（法人番号
9122001008803）代表
者大塚武

大阪府東大阪市中鴻池
町２丁目１１番２１号

本社
大阪府東大阪市
中鴻池町２丁目
１１番２１号

輸送施設の使用停止
（３０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項

平成２９年１２月２０及び平成３０年１月２６日、関係機関からの情
報を端緒に監査を実施。９件の違反が認められた。（１）乗務時間等
の告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第４
項）、（２）乗務時間等告示なお書きの遵守違反（一運行の勤務時
間）（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第４項）、（３）健康
状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第６
項）、（４）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第７条）、（５）点呼の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第７条第５項）、（６）点呼の記録事項不備（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第７条第５項）、（７）乗務等の記録事項不備（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第８条）、（８）運転者台帳の記載事項
不備（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条の５第１項）、（９）
定期点検整備の実施違反（３ヶ月点検）（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第１３条、道路運送車両法第４８条）

3 3

貨物 2019 3 22
有限会社瀧本急送（法人
番号8480002015981)代
表者瀧本忠志

徳島県三好市池田町州
津中津１８２８

本社営業所
徳島県三好市池
田町州津中津１
８２８

輸送施設の使用停止
（１０日車)及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

平成３０年１０月１８日、１０月３１日、労働局と合同で監査を実施
したところ、４件の違反が確認された。(1)運転者に対する点呼が確実
になされていなかったこと（安全規則第7条第1項、第2項、第3項）、
(2)運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと
（安全規則第7条第5項）、(3)運転者台帳の作成が確実になされていな
かったこと（安全規則第9条の5第1項）、(4)運転者台帳について定め
られた事項の記録が不適切であったこと（安全規則第9条の5第1項）

1 1

貨物 2019 3 22

株式会社システムライン
（法人番号
5290001038873） 代
表者藤本浩三

福岡県糟屋郡粕屋町戸
原856

本社営業所
福岡県糟屋郡粕
屋町大字戸原854

輸送施設の使用停止
（240日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

平成30年12月20日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)過積載運
送(貨物自動車運送事業法第17条第3項)

24 24



貸切バス 2019 3 22
岬観光開発株式会社（法
人番号5500001014134)
代表者堀田大作

愛媛県西宇和郡伊方町
河内５３－１

本社営業所
愛媛県西宇和郡
伊方町河内５３
－１

文書警告（処分日車
数５０日車のため、
一般貸切旅客自動車
運送事業者に対する
行政処分等の基準
３．（６）による）

道路運送法第27条第
3項、第29条の3

平成３１年１月２８日、旅客自動車運送事業に関する監査方針に基づ
き監査を実施したところ、３件の違反が確認された。(1)事業用自動車
の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が不適
切であったこと（運輸規則第38条第1項）、(2)高齢運転者に対して事
業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項についての
特別な指導が不適切であったこと（運輸規則第38条第2項）、(3)輸送
の安全にかかわる情報を公表していなかったこと（道路運送法第29条
の3）

9 5

貸切バス 2019 3 22
南州交通株式会社（法人
番号5340001000150）
代表者小園正輝

鹿児島県日置市伊集院
町野田字塔原1210

川内営業所
鹿児島県薩摩川
内市隈之城町
319-3

輸送の安全確保命
令、輸送施設の使用
停止(全車両)

道路運送法第23条第
1項

平成31年3月18日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)運行管理者
の選任違反（道路運送法第23条第1項）

20 0

貨物 2019 3 25
株式会社村中運輸（法人
番号9180001076550 ）
代表取締役梶川久雄

愛知県小牧市大字村中
字大島１２００－２

本社
愛知県小牧市大
字村中字大島１
２００－２

輸送施設の使用停止
（１０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項及
び第４項

平成３０年１２月１３日、関係機関からの通知を端緒として監査実
施。２件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４
項）、（２）運転者に対する指導監督違反（安全規則第１０条第１
項）

1 1

貨物 2019 3 25

ティーケイ物流有限会社
（法人番号
5180002069482） 代
表取締役徳留重人

愛知県犬山市大字羽黒
字下大日２０番地

本社
愛知県犬山市大
字羽黒字下大日
２０番地

輸送施設の使用停止
（１５０日車）及び
文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第４項

平成３０年１０月１２日、関係機関からの通知を端緒として監査実
施。１０件の違反が認められた。（１）事業計画変更認可違反（法第
９条第１項）、（２）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、（３）乗務
時間等告示なお書きの遵守違反（安全規則第３条第４項）、（４）健
康状態の把握義務違反（安全規則第３条第６項）、（５）点呼の実施
義務違反（安全規則第７条第１項及び第２項並びに第３項）、（６）
点呼の記録記載不備（安全規則第７条第５項）、（７）運行記録計に
よる記録義務違反（安全規則第９条）、（８）運転者に対する指導監
督違反（安全規則第１０条第１項）、（９）運行管理者に対する指導
監督違反（安全規則第２２条）、（１０）社会保険等加入義務者の一
部未加入（法第２５条第２項）

15 15

貨物 2019 3 25
株式会社エイト（法人番
号2340001014789）
代表者山下秀樹

鹿児島県日置市東市来
町美山2095

本社営業所
鹿児島県日置市
東市来町美山
2095-2

輸送施設の使用停止
(40日車)、文書警告

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第17
条第1項、法第17条
第4項

平成30年9月18日、監査実施。7件の違反が認められた。(1)～(2)点呼
の実施義務違反等(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規
則」)第7条)、(3)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(4)運
行指示書に係る（作成、指示、携行）義務違反(安全規則第9条の3第1
項)、(5)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(6)
運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(7)乗務時間等の
基準の遵守違反(安全規則第3条第4項)

4 4

貨物 2019 3 25

大分県急便株式会社（法
人番号
8320001005017） 代
表者福田安男

大分県大分市大字鴛野
826-1

本社営業所
大分県大分市大
字鴛野826-1

輸送施設の使用停止
(90日車)、文書警告

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第8
条第1項、法第17条
第1項、法第17条第
4項、法第60条第1
項

平成30年10月24日、監査実施。16件の違反が認められた。(1)事業計画
(自動車車庫)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法
（以下「法」）第8条第1項)、(2)疾病、疲労等のおそれのある乗務(貨
物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第6項)、(3)点
呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(4)点呼の記録事項義務違反(安全
規則第7条第5項)、(5)乗務等の記録義務違反(安全規則第8条)、(6)乗務
等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(7)運転者台帳の作成義務違反
(安全規則第9条の5第1項)、(8)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規
則第9条の5第1項)、(9)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第
1項)、(10)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反
(安全規則第10条第1項)、(11)運転者に対する指導監督の記録事項義務
違反(安全規則第10条第1項)、(12)特定運転者に対する特別な指導監督
違反(安全規則第10条第2項)、(13)特定運転者に対する適性診断受診義
務違反(安全規則第10条第2項)、(14)整備管理者の研修受講義務違反(安
全規則第15条)、(15)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第
1項)、(16)報告義務違反(法第60条第1項)

9 9

タクシー 2019 3 25

豊鉄タクシー株式会社
（法人番号
3180301007038） 取
締役社長浅野丈夫

愛知県豊橋市下地町字
北村９２番地１号

豊橋
愛知県豊橋市下
地町字北村９２
番地１号

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

平成３１年１月２１日、監査方針に基づいて監査実施。２件の違反が
認められた。（１）運転者に対する指導監督違反（（旅客自動車運送
事業運輸規則（以下「運輸規則」）第３８条第１項）、（２）特定の
運転者に対する指導監督違反（運輸規則第３８条第２項）

0 0

タクシー 2019 3 25

荒井タクシー有限会社
(法人番号
4140002036933)代表者
信原智彦

兵庫県高砂市荒井町扇
町18番地20号

本社
兵庫県高砂市荒
井町扇町18番地
20号

輸送施設の使用停止
(77日車)

道路運送法第27条第
3項

平成30年10月30日、労働局からの通報を端緒に監査を実施。4件の違反
が認められた。乗務時間等の基準の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸
規則(以下、「運輸規則」)第21条第1項)、(2)点呼の実施義務違反(運輸
規則第24条第5項)、(3)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)、
(4)乗務等の記録事項義務違反(運輸規則第25条第3項、第4項)

8 8

貸切バス 2019 3 25
有限会社トマト（法人番
号2210002007879）
代表取締役松本富男

福井県坂井市丸岡町長
畝７５号１７番地１

本社
福井県坂井市丸
岡町長畝７５号
１７番地１

文書警告（処分日車
数４０日車のため、
一般貸切旅客自動車
運送事業者に対する
行政処分等の基準
３．（６）による）

道路運送法第２７条
第３項

平成３０年１２月１７日及び平成３０年１２月２１日、監査方針に基
づいて監査実施。２件の違反が認められた。（１）特定の運転者に対
する指導監督違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規
則」）第３８条第２項）、（２）特定の運転者に対する適性診断受診
義務違反（運輸規則第３８条第２項）

4 4

貸切バス 2019 3 25

株式会社えびす交通（法
人番号
6050002008460） 代
表取締役辻川孝明

愛知県清須市春日中沼
５３番地

愛知
愛知県清須市春
日中沼５３ １
Ａ

文書警告（処分日車
数２０日車のため、
一般貸切旅客自動車
運送事業者に対する
行政処分等の基準
３．（６）による）

道路運送法（以下
「法」）第２７条第
３項

平成３１年１月１８日、監査方針に基づいて監査実施。４件の違反が
認められた。（１）事業計画変更認可違反（法第１５条第１項）、
（２）運送引受書の記載不備（旅客自動車運送事業運輸規則（以下
「運輸規則」）第７条の２第１項）、（３）運行指示書の記載不備
（運輸規則第２８条の２第１項）、（４）運転者に対する指導監督違
反（運輸規則第３８条第１項）

2 2

貸切バス 2019 3 25

株式会社大地観光バス
（法人番号
5180001103531） 代
表取締役孟艶

愛知県名古屋市中区丸
の内２丁目２０番２号

常滑

愛知県常滑市末
広町２－８３－
１ ラティエラ
常滑Ａ棟１０２
号

文書警告（処分日車
数１０日車のため、
一般貸切旅客自動車
運送事業者に対する
行政処分等の基準
３．（６）による）

道路運送法第２７条
第３項

平成３１年１月１７日、監査方針に基づいて監査実施。１件の違反が
認められた。（１）点呼の記録記載不備（運輸規則第２４条第５項）

9 1

貸切バス 2019 3 25
株式会社昴交通（法人番
号8290801020986）
代表者瀬戸正太

福岡県糟屋郡久山町久
原3224-3

本社営業所
福岡県糟屋郡久
山町久原3224-1

輸送施設の使用停止
（70日車）、文書警
告

道路運送法（以下
「法」）第22条の2
第5項、法第27条第
3項

平成30年8月27日、監査実施。8件の違反が認められた。(1)苦情処理の
記録又は苦情処理の記録保存義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則
（以下「運輸規則」）第3条第2項）、(2)安全統括管理者の選任（解
任）未届出違反（道路運送法第22条の2第5項）、(3)乗務員台帳の記載
事項義務違反（運輸規則第37条第1項）、(4)点呼の実施義務違反（運
輸規則第24条）、(5)点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条第5
項）、(6)運行記録計による記録義務違反（運輸規則第26条第1項）、
(7)運転者に対する指導監督の記録違反（運輸規則第38条第1項）、(8)
運行指示書の記載事項義務違反（運輸規則第28条の2第1項）

33 7



貸切バス 2019 3 25

有限会社七城観光バス
（法人番号
3330002017799） 代
表者荒木裕一朗

熊本県菊池市七城町小
野崎宇野間946-1

本社営業所
熊本県菊池市七
城町小野崎宇野
間946-1

輸送施設の使用停止
（180日車）、文書警
告

道路運送法（以下
「法」）第9条の2第
1項、法第20条、法
第27条第3項

平成30年10月24日、監査実施。8件の違反が認められた。(1)運賃料金
事前届出、運賃料金変更事前届出違反（道路運送法（以下「法」）第9
条の2第1項）、(2)営業区域外運送（法第20条）、(3)乗務員台帳の記載
事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第
37条第1項）、(4)点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条第5項）、
(5)事故の記録事項不備違反(運輸規則第26条の2）、(6)運転者に対する
指導監督の記載事項義務違反（運輸規則第38条第1項）、(7)特定運転
者に対する特別な指導監督違反（運輸規則第38条第2項）、(8)特定運
転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第38条第2項）

19 18

貸切バス 2019 3 25

合資会社共和バス（法人
番号９３６０００３００
５２１７） 代表者員新
里哲

沖縄県宮古島市伊良部
字長浜１５８７

本社営業所
沖縄県宮古島市
伊良部字長浜１
５８７

文書警告（処分日車
数４０日車のため、
一般貸切旅客自動車
運送事業者に対する
行政処分等の基準
３．（６）による）

道路運送法第２７条
第３項

平成３１年２月７日、継続的な監視が必要な事業者であることを端緒
に監査を実施。２件の違反が認められた。（１）乗務員台帳の記載事
項等の不備（旅客自動車運送事業運輸規則（以下、「運輸規則」）第
３７条第１項）、（２）運転者に対する指導監督義務違反（運輸規則
第３８条第１項）

29 4

貨物 2019 3 26

株式会社宮城運輸（法人
番号２３７０８０１００
０２７５） 代表者高田
登志江

宮城県名取市高館熊野
堂字岩口下４６－１

志和営業所
岩手県紫波郡紫
波町稲藤字升形
４４－５

文書警告
貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年１１月２０日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として
監査を実施した結果、1件の違反が認められた。（１）運転者に対する
指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第１項）

0 0

貨物 2019 3 26

日本通運株式会社（法人
番号４０１０４０１０２
２８６０） 代表者齋藤
充

東京都港区東新橋１－
９－３

釜石営業支
店

岩手県釜石市片
岸町第３地割３
０番１０号

文書警告
貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３１年１月２３日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として監
査を実施した結果、1件の違反が認められた。（１）運転者に対する指
導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第１項）

0 0

貨物 2019 3 26

株式会社丸石デリバリー
（法人番号
8030001025028）代表
者松本和祥

埼玉県所沢市東新井町
３０３－１

本社
埼玉県所沢市東
新井町３０３－
１

許可の取り消し
貨物自動車運送事業
法第32条

所在不明であることを端緒として調査を実施したところ、事業の無届
出休止・廃止が判明したことから、事業許可を取消したもの。

0 0

貨物 2019 3 26

株式会社ミックスアップ
（法人番号
7011801026003）代表
者生貝達也

埼玉県上尾市二ツ宮９
１４－１

本社
東京都葛飾区金
町２－８－８

許可の取り消し
貨物自動車運送事業
法第32条

所在不明であることを端緒として調査を実施したところ、事業の無届
出休止・廃止が判明したことから、事業許可を取消したもの。

38 0

貨物 2019 3 26
有限会社さつま運輸 代
表者永井秀則

千葉県八街市八街字西
木土ろ２２－１１

本社
千葉県八街市八
街字西木土ろ２
２－１１

許可の取り消し
貨物自動車運送事業
法第32条

所在不明であることを端緒として調査を実施したところ、事業の無届
出休止・廃止が判明したことから、事業許可を取消したもの。

0 0

貨物 2019 3 26
有限会社豊裕（法人番号
9040002013888）代表
者佐藤豊和

千葉県千葉市中央区大
巌寺町２４５－３

本社
千葉県千葉市中
央区浜野町１３
４２－１

許可の取り消し
貨物自動車運送事業
法第32条

所在不明であることを端緒として調査を実施したところ、事業の無届
出休止・廃止が判明したことから、事業許可を取消したもの。

0 0

貨物 2019 3 26

株式会社シンコー運輸
（法人番号
5040001083795）代表
者田山義雄

千葉県長生郡長生村一
松乙１７４６

本社
千葉県長生郡長
生村一松乙１７
４６

許可の取り消し
貨物自動車運送事業
法第32条

所在不明であることを端緒として調査を実施したところ、事業の無届
出休止・廃止が判明したことから、事業許可を取消したもの。

0 0

貨物 2019 3 26

株式会社オークラロジ
（法人番号
9130001046269）代表
者辻本康人

京都府八幡市下奈良蜻
蛉尻筋２ Ｊ－Ｏｆｆ
ｉｃｅ Ｅ号室

京都

京都府八幡市下
奈良蜻蛉尻筋２
Ｊ－Ｏｆｆｉｃ
ｅ Ｅ号室

輸送施設の使用停止
（１９０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年４月１８日及び同年５月９日、労働局からの通報及び無車
検運行を端緒に監査を実施。１０件の違反が認められた。（１）事業
計画変更事前届出違反（各営業所に配置する事業用自動車の種別ごと
の数違反）（貨物自動車運送事業法第９条第３項）、（２）乗務時間
等の告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第４
項）、（３）健康状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第３条第６項）、（４）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第７条）、（５）点呼の記録義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第７条第５項）、（６）点呼の記録事項不備（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第７条第５項）、（７）点呼記録の不
実記載（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第５項）、（８）初
任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第１０条第２項）、（９）無車検運行（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第１３条）、（１０）定期点検整備の整備記録簿記載違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１３条、道路運送車両法第４９
条）

19 19

貨物 2019 3 26
有限会社相生建設(法人
番号4350002000059)
代表者田村和也

宮崎県宮崎市跡江373-1 本社営業所
宮崎県宮崎市福
島町寺山3057

輸送施設の使用停止
(20日車)、文書警告

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第8
条第1項、法第17条
第1項、法第17条第
4項

平成30年11月8日、監査実施。9件の違反が認められた。(1)～(2)事業
計画(営業所・休憩睡眠施設)に定めるところに従う義務違反(貨物自動
車運送事業法第8条第1項)、(3)疾病、疲労等のおそれのある乗務(貨物
自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第6項)、(4)運転
者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(5)点呼の記録事
項義務違反(安全規則第7条第5項)、(6)乗務等の記録事項義務違反(安全
規則第8条)、(7)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(8)
特定運転者に対する特別な指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(9)特
定運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)

2 2

貨物 2019 3 26
フクワ物流株式会社(法
人番号2330001010921)
代表者亀井健留

熊本県上益城郡益城町
古閑127

宇土営業所
熊本県宇城市松
橋町古保山2715-
5

輸送施設の使用停止
(20日車)、文書警告

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第8
条第1項、法第17条
第1項、法第17条第
4項

平成30年12月7日、監査実施。8件の違反が認められた。(1)事業計画
(自動車車庫)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法第8
条第1項)、(2)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安
全規則（以下「安全規則」）第3条第4項)、(3)点呼の記録事項義務違反
(安全規則第7条第5項)、(4)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8
条)、(5)事故の記録事項義務違反(安全規則第9条の2)、(6)運転者台帳
の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(7)運転者に対する指導
監督違反(安全規則第10条第1項)、(8)特定運転者に対する特別な指導監
督違反(安全規則第10条第2項)

2 2

貨物 2019 3 26
有限会社園原運輸(法人
番号2290002047281)
代表者園原正人

福岡県八女市立花町田
形166

本社営業所
福岡県八女市大
字今福981-10

輸送施設の使用停止
(110日車)、文書警告

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第8
条第1項、法第17条
第1項、法第17条第
4項

平成30年12月5日、監査実施。12件の違反が認められた。(1)事業計画
(自動車車庫)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法第8
条第1項)、(2)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安
全規則（以下「安全規則」）第3条第4項)、(3)疾病、疲労等のおそれの
ある乗務(安全規則第3条第6項)、(4)点呼の実施義務違反(安全規則第7
条)、(5)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(6)点呼の記録事
項義務違反(安全規則第7条第5項)、(7)乗務等の記録事項義務違反(安全
規則第8条)、(8)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(9)
運行指示書に係る（作成、指示、携行）義務違反(安全規則第9条の3第
1項)、(10)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、
(11)特定運転者に対する特別な指導監督違反(安全規則第10条第2項)、
(12)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)

11 11



貨物 2019 3 26
有限会社壹良産業(法人
番号3310002009195)
代表者片岡良子

長崎県佐世保市江上町
4699

本社営業所
長崎県佐世保市
江上町4699-3、
4695-8

輸送施設の使用停止
(70日車)、文書警告

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第17
条第1項、法第17条
第4項

平成30年11月13日、監査実施。10件の違反が認められた。(1)乗務時間
等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(3)点呼
の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(4)事故の記録事項義務違
反(安全規則第9条の2)、(5)運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条
の5第1項)、(6)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1
項)、(7)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(8)運転
者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反(安全規則第10
条第1項)、(9)特定運転者に対する特別な指導監督違反(安全規則第10条
第2項)、(10)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10
条第2項)

7 7

貨物 2019 3 26
大成産業株式会社(法人
番号3350001006859)
代表者横山宗明

宮崎県延岡市東浜砂町
39

本社営業所
宮崎県延岡市東
浜砂町40-1

輸送施設の使用停止
(10日車)、文書警告

貨物自動車運送事業
法(以下「法」第17
条第1項、法第17条
第4項、法第60条第
1項

平成30年10月31日、監査実施。7件の違反が認められた。(1)乗務時間
等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規
則」)第3条第4項)、(2)疾病、疲労等のおそれのある乗務(安全規則第3
条第6項)、(3)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(4)乗務
等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(5)運転者台帳の記載事項義務
違反(安全規則第9条の5第1項)、(6)整備管理者の研修受講義務違反(安
全規則第15条)、(7)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項)

1 1

乗合バス 2019 3 26

小田急箱根高速バス株式
会社（法人番号：
1011101030223） 代
表者 二見則之

東京都新宿区西新宿1-
8-3

経堂営業所
東京都世田谷区
宮坂3-1-60

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

平成30年12月4日、労働局からの通知を端緒に監査を実施。1件の違反
が認められた。(1)運転者に対する指導監督等義務違反(旅客自動車運送
事業運輸規則第38条第1項)

0 0

貸切バス 2019 3 26

株式会社大地観光バス
（法人番号
5180001103531） 代
表者孟艶

愛知県名古屋市中区丸
の内２丁目２０番２号

札幌営業所
北海道千歳市上
長都１－２

文書警告（処分日車
数５０日車のため、
一般貸切旅客自動車
運送事業者に対する
行政処分等の基準
３．（６）による）

道路運送法施行規則
第１５条第１項 他
１件

平成３０年１０月９日、区域拡大を端緒として監査を実施。２件の違
反が認められた。（１）各営業所に配置する事業用自動車の数違反
（道路運送法施行規則第１５条第１項）、（２）初任運転者に対する
適性診断受診義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第２
項）

14 5

貸切バス 2019 3 26

株式会社ノース・リバー
（法人番号：
9010001146196） 代
表者 北側謙二

東京都千代田区外神田
6-1-8

清澄営業所
東京都江東区三
好2-1-1-201

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

平成31年1月31日、定期的な監査を実施。1件の違反が認められた。
（1）運転者に対する指導監督義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則
第38条第1項）

4 0

貸切バス 2019 3 26
横瀬観光有限会社（法人
番号3480002008247)代
表者桑原明生

徳島県勝浦郡勝浦町大
字三渓字上川原４３－
１７

本社営業所

徳島県勝浦郡勝
浦町大字三渓字
上川原４３－１
７

文書警告
道路運送法第27条第
3項、第94条第1項

平成３１年１月２２日、２月４日、旅客自動車運送事業に関する監査
方針に基づき監査を実施したところ、２件の違反が確認された。(1)運
転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと（運輸
規則第24条第5項）、(2)事業報告書及び輸送実績報告書の提出をして
いなかったこと（道路運送法第94条第1項）

0 0

貨物 2019 3 27
高岡運送有限会社（法人
番号7180002090536 ）
代表取締役高岡英樹

愛知県弥富市狐地２丁
目１５１番地１

本社
愛知県弥富市狐
地２丁目１５１
番地１

輸送施設の使用停止
（３０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項

平成３０年１２月２０日、監査方針に基づいて監査実施。１件の違反
が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）

3 3

貨物 2019 3 27
泰平運送株式会社（法人
番号5180001080795）
代表取締役村山竹信

愛知県犬山市大字羽黒
字釈迦ノ下６０－２

本社
愛知県犬山市大
字羽黒字河北東
１番地の１

輸送施設の使用停止
（５０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項及
び第４項

平成３０年１２月５日。監査方針に基づいて監査実施。５件の違反が
認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、（２）健康状
態の把握義務違反（安全規則第３条第６項）、（３）点呼の記録義務
違反（安全規則第７条第５項）、（４）点呼の記録記載不備（安全規
則第７条第５項）、（５）定期点検整備の実施違反（安全規則第１３
条第１号）

5 5

貨物 2019 3 27

株式会社大米建設（法人
番号：
3360001005876） 代
表取締役社長 仲本靖彦

沖縄県那覇市高良三丁
目１番地１号

宮古営業所
沖縄県宮古島市
平良字荷川取５
８０番地

輸送施設の使用停止
（３０日車）

貨物自動車運送事業
法（以下、「法」）
第１７条第１項、第
４項、道路運送車両
法第４０条～４３
条、第４７条

平成２９年６月５日、適正化実施機関の行った巡回指導の評価結果を
勘案し監査を実施。４件の違反事実が認められた。（１）過労運転の
防止措置義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下、「安全
規則」第３条第４項）（２）点呼の記録違反（安全規則第７条第５
項）（３）運転者台帳の記載事項等の不備（安全規則第９条の５第１
項）（４）点検整備違反（安全規則第１３条）

3 3

タクシー 2019 3 27

宝タクシー第五株式会社
（法人番号
9180001115548） 代
表者小林幸司

愛知県名古屋市熱田区
神宮四丁目７番２７号

徳重
愛知県名古屋市
緑区乗鞍３丁目
１５１番地

文書警告
道路運送法第２７条
第２項及び第３項

平成３１年３月１４日、監査方針に基づいて監査実施。３件の違反が
認められた。（１）運行中の乗務員の疾病等があった場合の措置不適
切（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第２１条第７
項）、（２）乗務等の記録記載事項不備（運輸規則第２５条第３
項）、（３）運転者に対する指導監督違反（運輸規則第３８条第１
項）

0 0

タクシー 2019 3 27

有限会社振興タクシー
（法人番号５３７０００
２００７６４６） 代表
者伊藤直喜

宮城県仙台市宮城野区
扇町三丁目４－２４

本社営業所
宮城県仙台市宮
城野区扇町三丁
目４－２４

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

平成３１年３月２７日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実
施した結果、1件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督
の記録保存違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１項）

0 0

タクシー 2019 3 27

東亜交通株式会社（法人
番号９３７０００１００
１９８４） 代表者柴山
隆

宮城県仙台市太白区八
木山弥生町１－３５

本社営業所
宮城県仙台市太
白区八木山弥生
町１－１４５

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

平成３１年３月２７日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実
施した結果、1件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督
の記録保存違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１項）

0 0

タクシー 2019 3 27

愛子タクシー株式会社
（法人番号８３７０００
１０１２５６１） 代表
者大岩孝一

宮城県仙台市青葉区上
愛子字二岩８７番地１

本社営業所
宮城県仙台市青
葉区上愛子字二
岩８７番地１

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

平成３１年３月２７日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実
施した結果、1件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督
の記録違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１項）

0 0

タクシー 2019 3 27

２５２５タクシー株式会
社（法人番号５３７００
０１０１３７３６） 代
表者佐藤恵美

宮城県仙台市宮城野区
仙台港北２丁目１番地
の２

泉営業所
宮城県仙台市泉
区松森字台５１
－１

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

平成３１年３月２７日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実
施した結果、1件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督
違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１項）

0 0

タクシー 2019 3 27

有限会社秋保交通（法人
番号４３７０００２０１
７３９８） 代表者青野
邦彦

宮城県仙台市太白区秋
保町湯元字枇杷原１１
番地５の１

秋保営業所

宮城県仙台市太
白区秋保町湯元
字枇杷原１１番
地５の１

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

平成３１年３月２７日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実
施した結果、1件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督
違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１項）

0 0

タクシー 2019 3 27

北交タクシー株式会社
（法人番号１２２０００
１００９７３６） 代表
者吉岡茂

石川県金沢市玉鉾３－
１９５

本店営業所
石川県金沢市玉
鉾３－１９５

輸送施設の使用停止
（３０日車）

道路運送法第２７条
第３項

平成３０年１２月１３日、監査実施。２件の違反が認められた。
（１）疾病、疲労等のおそれのある乗務（旅客自動車運送事業運輸規
則第２１条第５項）（２）運転者に対する指導監督告示による運転者
に対する特別な指導及び適性診断受診義務違反（旅客自動車運送事業
運輸規則第３８条第２項）

3 3

タクシー 2019 3 27

富士タクシー株式会社
（法人番号
4080401004621） 代
表取締役伊藤尚吾

静岡県浜松市中区神田
町１３８９

本社
静岡県浜松市中
区神田町１３８
９

輸送施設の使用停止
（４０日車）

道路運送法第２７条
第３項

平成３１年１月１１日、監査方針に基づいて監査実施。１件の違反が
認められた。（１）健康状態の把握義務違反（旅客自動車運送事業運
輸規則第２１条第５項）

4 4

タクシー 2019 3 27

有限会社小形タクシー
（法人番号
5080102018911）取締
役渥美好永

静岡県熱海市小嵐町１
－４

緑ヶ丘
静岡県熱海市
緑ヶ丘町１７５
７－７７

輸送施設の使用停止
（３０日車）及び文
書警告

道路運送法（以下
「法」）第１５条１
項、法第２７条第３
項

平成３１年１月２１日、監査方針に基づいて監査実施。４件の違反が
認められた。（１）事業計画変更認可違反（法第１５条第１項）、
（２）点呼の記録記載不備（旅客自動車運送事業運輸規則第（以下
「運輸規則」）２４条第５項）、（３）特定の運転者に対する指導監
督違反（運輸規則第３８条第２項）、（４）特定の運転者に対する適
性診断受診義務違反（運輸規則第３８条第２項）

3 3



タクシー 2019 3 27

ヒフミタクシー株式会社
（法人番号
3080101020622）代表
取締役三澤賢治

静岡県下田市西本郷二
丁目３番地２

本社
静岡県下田市西
本郷二丁目３番
地２

輸送施設の使用停止
（１０日車）

道路運送法第２７条
第３項

平成３１年１月２２日、監査方針に基づいて監査実施。１件の違反が
認められた。（１）特定の運転者に対する適性診断受診義務違反（旅
客自動車運送事業運輸規則第３８条第２項）

1 1

タクシー 2019 3 27

尾道合同タクシー株式会
社法人番号（５２４００
０１０３７８８８）代表
者佐藤英二郎

広島県尾道市栗原西２
丁目１－１１

栗原営業所
広島県尾道市栗
原西２丁目１－
１１

輸送施設の使用停止
（８０日車）、文書
警告及び文書勧告

道路運送法第２３条
第３項、第２７条第
３項及び道路運送法
施行規則第６６条第
１項第８号

酒気帯び運転をしたとして、広島県公安委員会から通知を受けたこと
を端緒として、平成２９年９月２６日、平成３０年２月１６日及び同
年３月２０日に監査を実施。１５件の違反が認められた。（１）運行
管理者の選任解任未届出違反（道路運送法第２３条第３項）（２）乗
務時間等告示の遵守違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下運輸規
則）第２１条第１項）（３）健康状態の把握義務違反（運輸規則第２
１条第５項）（４）点呼の実施義務違反（運輸規則第２４条第１項及
び第２項）（５）点呼の記録事項義務違反（運輸規則第２４条第５
項）（６）乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第２５条第３項）
（７）乗務員台帳の作成義務違反（運輸規則第３７条第１項）（８）
乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第３７条第１項）（９）運
転者に対する指導監督義務違反（運輸規則第３８条第１項）（１０）
運転者に対する指導監督の記録義務違反（運輸規則第３８条第１項）
（１１）特定の運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第３
８条第２項）（１２）特定の運転者に対する指導監督義務違反（運輸
規則第３８条第２項）（１３）整備管理者の変更未届出違反（道路運
送車両法第５２条）（１４）運行管理者の講習受講義務違反（運輸規
則第４８条の４第１項）（１５）法人の役員の変更未届出違反（道路
運送法施行規則第６６条第１項第８号）

8 8

タクシー 2019 3 27

日本交通株式会社（法人
番号：
7360001005740） 代
表取締役 宮城敦

沖縄県那覇市宇栄原一
丁目２６番１５号

本社営業所
沖縄県那覇市宇
栄原一丁目２６
番１５号

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

平成３０年１１月３０日、死亡事故を端緒として監査を実施。１件の
違反事実が認められた。・運転者に対する指導監督義務違反（旅客自
動車運送事業運輸規則第３８条第１項）

0 0

貸切バス 2019 3 27

ひばり観光バス株式会社
（法人番号
9160001006988）代表
者山﨑識

滋賀県長浜市森町４２
６番地１号

本社
滋賀県長浜市森
町４２６番地１
号

輸送施設の使用停止
（６０日車）

道路運送法第２０条
平成３０年１１月１３日及び同年１１月１９日、法令違反の疑いを端
緒に監査を実施。１件の違反が認められた。（１）営業区域外旅客運
送（道路運送法第２０条）

6 6

貨物 2019 3 28
有限会社桑商（法人番号
４０５０００２００４５
６９） 代表者桑名正人

茨城県水戸市鯉淵町１
６６６－５

桑商東北支
社営業所

福島県須賀川市
滑川字十貫内３
８９番地３

輸送施設の使用停止
（４０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項、法第
１７条第４項

平成３０年６月５日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、7件
の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、
（２）点呼の記録義務違反（安全規則第７条第５項）、（３）点呼の
記録事項義務違反（安全規則第７条第５項）、（４）運行記録計によ
る記録義務違反（安全規則第９条）、（５）運転者に対する指導監督
の記録違反（安全規則第１０条第１項）、（６）初任運転者に対する
適性診断受診義務違反（安全規則第１０条第２項）、（７）定期点検
整備記録簿の記載違反（安全規則第１３条及び道路運送車両法第４９
条）

4 4

貨物 2019 3 28

株式会社オーバルネット
ワーク（法人番号
5190001004019） 代
表取締役大和貴史

三重県四日市市小古曽
東１丁目２－１久志本
ビル２０２号

本社

三重県四日市市
小古曽東１丁目
２－１久志本ビ
ル２０２号

輸送施設の使用停止
（１００日車）及び
文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第４項

平成３０年１１月１３日、監査方針に基づいて監査実施。１４件の違
反が認められた。（１）事業計画変更認可違反（法第９条第１項）、
（２）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則（以下「安全規則」）第３条第４項）、（３）健康状態の把握義務
違反（安全規則第３条第６項）、（４）点呼の実施義務違反（安全規
則第７条第１項及び第２項並びに第３項）、（５）点呼の記録記載不
備（安全規則第７条第５項）、（６）乗務等の記録記載不備（安全規
則第８条）、（７）運行記録計による記録義務違反（安全規則第９
条）、（８）事故の記録記載不備（安全規則第９条の２）、（９）運
行指示書の作成・指示・携行義務違反（安全規則第９条の３第１項及
び第２項並びに第３項）、（１０）運転者台帳の記載不備（安全規則
第９条の５第１項）、（１１）特定の運転者に対する指導監督違反
（安全規則第１０条第２項）、（１２）特定の運転者に対する適性診
断受診義務違反（安全規則第１０条第２項）、（１３）定期点検整備
記録の記載不備（安全規則第１３条第２号）、（１４）輸送の安全に
かかわる情報の公表違反（法第２４条の３）

10 10

貨物 2019 3 28

有限会社オーエムクリ
エーション（法人番号
7080002013515 ） 代
表取締役大塚三根夫

静岡県島田市船木３０
５番地の４

本社
静岡県島田市船
木３０５番地の
４

輸送施設の使用停止
（１０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第４項

平成３０年１０月１８日、関係機関からの情報を端緒として監査実
施。５件の違反が認められた。（１）健康状態の把握義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第６項）、
（２）点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１項及び第２項）、
（３）運転者台帳の作成義務違反（安全規則第９条の５第１項）、
（４）社会保険等加入義務者の一部未加入（法第２５条第２項）、
（５）報告義務違反（法第６０条第１項）

1 1

貨物 2019 3 28

つるしま運輸有限会社
（法人番号
2500002004509)代表者
楠田新一朗

愛媛県松山市高岡町２
８９－３

本社営業所
愛媛県松山市高
岡町２８９－３

輸送施設の使用停止
（２０日車)及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項、第
4項

平成３０年１０月１６日、労働局と合同で監査を実施したところ、５
件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が不適切で
あり、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度を超え、また所定の休
息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと（安全
規則第3条第4項）、(2)運転者に対する点呼が確実になされていなかっ
たこと（安全規則第7条第1項、第2項、第3項）、(3)運転者に対する点
呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと（安全規則第7条第5
項）、(4)運転者の乗務について定められた事項の記録が不適切であっ
たこと（安全規則第8条）、(5)運転者台帳について定められた事項の記
録が不適切であったこと（安全規則第9条の5第1項）

2 2

貨物 2019 3 28
有限会社共和物流（法人
番号8490002001205)代
表者沖本昭治

高知県高知市南御座５
１－１

本社営業所
高知県高知市大
津乙１０７７－
１０

許可の取消し
貨物自動車運送事業
法第32条

所在不明により事業活動が長期にわたり行われていないことを端緒と
して調査を実施したところ、休止期間を経過後、貨物自動車運送事業
法で定められた届け出をしないで事業を休止していたことが判明し
た。（貨物自動車運送事業法第32条）

? ?

貨物 2019 3 28

万ヶ塚運送株式会社（法
人番号
6350001008299） 代
表者木脇桂太郎

宮崎県都城市上水流町
818

本社営業所
宮崎県都城市上
水流町818

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

平成30年12月21日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)過積載運
送(貨物自動車運送事業法第17条第3項)

4 2

タクシー 2019 3 28

スイトトラベル株式会社
（法人番号
5200001013744）代表
取締役田口義隆

岐阜県大垣市旭町３丁
目１１番地

垂井
岐阜県不破郡垂
井町東神田１丁
目６１番地

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

平成３０年１２月４日、監査方針に基づいて監査実施。１件の違反が
認められた。（１）点呼の実施義務違反（旅客自動車運送事業運輸規
則第２４条第１項及び第２項）

0 0

乗合バス 2019 3 28
東濃鉄道株式会社（法人
番号5200001020872）
取締役社長安藤龍介

岐阜県多治見市栄町１
丁目３８番地

土岐
岐阜県土岐市駄
知町字仲平２１
７３番地１号

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

平成３１年２月１５日、重傷事故を引き起こしたことを端緒として監
査実施。１件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督違
反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１項）

0 0

乗合バス 2019 3 28
名鉄バス株式会社（法人
番号5180001054254）
代表取締役社長加藤信貴

愛知県名古屋市中村区
名駅四丁目２６番２５
号

一宮
愛知県一宮市白
旗通３丁目５番
地１

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

平成３１年２月２６日、重傷事故を引き起こしたことを端緒として監
査実施。１件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督違
反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１項）

3 0



乗合バス 2019 3 28

みなと観光バス株式会社
(法人番号
6140001002604)代表者
松本浩之

兵庫県神戸市東灘区向
洋町東1丁目4

本社
兵庫県神戸市東
灘区向洋町東1丁
目4

文書警告
道路運送法第27条第
3項

平成31年3月6日、法令違反の疑いを端緒に監査を実施。1件の違反が認
められた。運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸
規則第38条第1項)

0 0

貸切バス 2019 3 28

日本国際観光株式会社
（法人番号
8120001194078)代表者
沈佳

大阪府大阪市淀川区西
中島６丁目１－３

本社営業所
大阪府和泉市仏
並町１０４－１

文書警告（処分日車
数４０日車のため、
一般貸切旅客自動車
運送事業者に対する
行政処分等の基準
３．（６）による）

道路運送法第２７条
第３項

平成３１年1月２４日及び同年３月１日、法令違反の疑いを端緒に監査
を実施。１件の違反が認められた。（１）点呼の実施義務違反（旅客
自動車運送事業運輸運輸規則第２４条第１項、第２項、第３項）

4 4

貸切バス 2019 3 28
株式会社ＭＩＴ（法人番
号2080101006944）
代表取締役山本京介

静岡県田方郡函南町日
守１６２３－１サンラ
イト荒川３０１

本社

静岡県伊豆の国
市原木８２１番
地の１（タキグ
チハイツ１０２
号）

許可の取消
道路運送法（以下
「法」）第２７条第
３項

平成３０年１１月２２日及び平成３０年１２月７日及び平成３１年２
月２５日並びに平成３１年２月２６日、監査方針に基づき監査実施。
９件の違反が認められた。（１）区域外運送（法第２０条）、（２）
運送引受書の交付義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運
輸規則」）第７条の２第１項）、（３）運送引受書の写しの保存義務
違反（運輸規則第７条の２第２項）、（４）手数料等の額を記載した
書類の保存義務違反（運輸規則第７条の２第３項）、（５）点呼の記
録義務違反（運輸規則第２４条第５項）、（６）運行指示書の作成・
指示・携行義務違反（運輸規則第２８条の２第１項）、（７）運行指
示書の保存義務違反（運輸規則第２８条の２第２項）、（８）無車検
運行（運輸規則第４５条）、（９）書類の適切管理義務違反（運輸規
則第６９条）

92 92

貸切バス 2019 3 28

株式会社県交北部交通
（法人番号
9490001000553)代表者
戸田政克

高知県高知市鏡今井２
４

本社（川
口）営業所

高知県高知市鏡
今井２４

文書警告（処分日車
数４０日車のため、
一般貸切旅客自動車
運送事業者に対する
行政処分等の基準
３．（６）による）

道路運送法第27条第
3項

平成３１年２月２７日、旅客自動車運送事業に関する監査方針に基づ
き監査を実施したところ、１件の違反が確認された。(1)事業用自動車
の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が不適
切であったこと（運輸規則第38条第1項）

4 4

貨物 2019 3 29

有限会社マルイ運送（法
人番号２４２０００２０
１０８５３） 代表者松
倉一彦

青森県八戸市大字尻内
町字矢沢２６番地

本社営業所
青森県八戸市大
字尻内町字前堀
１－３

文書警告
貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年２月９日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として監査
を実施した結果、1件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導
監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第１項）

0 0

貨物 2019 3 29

株式会社トステック（法
人番号４２２０００１０
１７６５３） 代表者川
北昇一

石川県河北郡津幡町字
杉瀬タ１６１－１

本社営業所
石川県河北郡津
幡町字杉瀬タ１
６１－１

文書警告

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項及
び同法第１８条第３
項

平成３０年９月２０日、監査実施。２件の違反が認められた。（１）
整備管理者の選任（変更）の未届出、虚偽届出（道路運送車両法第５
２条）（２）運行管理者の選任（解任）の未届出、虚偽届出（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第１９条）

0 0

貨物 2019 3 29

有限会社ティーエス・
キャリー（法人番号
1190002006744） 代
表者杉浦次雄

三重県鈴鹿市岸岡町３
０９０－５０

本社
三重県鈴鹿市岸
岡町３０９０－
５０

輸送施設の使用停止
（１５５日車）及び
文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第４項

平成３０年１０月２４日、関係機関からの情報及び関係機関からの通
知を端緒として監査実施。２０件の違反が認められた。（１）事業計
画変更認可違反（法第９条第１項）、（２）乗務時間等の基準の遵守
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条
第４項）、（３）健康状態の把握義務違反（安全規則第３条第６
項）、（４）点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１項及び第２
項）、（５）点呼の記録義務違反（安全規則第７条第５項）、（６）
点呼の記録記載不備（安全規則第７条第５項）、（７）乗務等の記録
記載不備（安全規則第８条）、（８）運行記録計による記録義務違反
（安全規則第９条）、（９）運転者台帳の記載不備（安全規則第９条
の５第１項）、（１０）運転者に対する指導監督違反（安全規則第１
０条第１項）、（１１）運転者に対する指導監督の記録記載不備（安
全規則第１０条第１項）、（１２）特定の運転者に対する指導監督違
反（安全規則第１０条第２項）、（１３）特定の運転者に対する適性
診断受診義務違反（安全規則第１０条第２項）、（１４）運行管理者
に対する指導監督違反（安全規則第２２条）、（１５）整備管理者の
研修受講義務違反（安全規則第１５条）、（１６）定期点検整備の実
施違反（安全規則第１３条第１号）、（１７）運行管理者補助者の要
件違反（安全規則第１８条第３項）、（１８）輸送の安全にかかわる
情報の公表違反（法第２４条の３）、（１９）社会保険等加入義務者
の一部未加入（法第２５条第２項）、（２０）報告義務違反（法第６
０条第１項）

16 16

貨物 2019 3 29
株式会社佐藤商事（法人
番号3190001017559）
代表取締役佐藤秀昭

三重県四日市市南小松
町１９９４番地の２

亀山
三重県亀山市田
村町１７７９番
地２

輸送施設の使用停止
（８５日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項及
び第４項

平成３０年９月２８日、関係機関からの情報を端緒として監査実施。
９件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、
（２）健康状態の把握義務違反（安全規則第３条第６項）、（３）点
呼の記録記載不備（安全規則第７条第５項）、（４）乗務等の記録記
載不備（安全規則第８条）、（５）運行記録計による記録義務違反
（安全規則第９条）、（６）運転者台帳の記載不備（安全規則第９条
の５第１項）、（７）特定の運転者に対する指導監督違反（安全規則
第１０条第２項）、（８）特定の運転者に対する適性診断受診義務違
反（安全規則第１０条第２項）、（９）定期点検整備の実施違反（安
全規則第１３条第１号）

9 9

貨物 2019 3 29

有限会社青山商店荷役
（法人番号
7190002001764） 代
表取締役青山修二

三重県津市庄田町字大
部１９１５番地

本社
三重県津市庄田
町字大部１９１
５番地

輸送施設の使用停止
（１１０日車）及び
文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第４項

平成３０年１０月１９日、監査方針に基づいて監査実施。１１件の違
反が認められた。（１）事業計画変更認可違反（法第９条第１項）、
（２）事業計画変更事前届出違反（法第９条第３項）、（３）乗務時
間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安
全規則」）第３条第４項）、（４）健康状態の把握義務違反（安全規
則第３条第６項）、（５）点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１
項及び第２項）、（６）点呼の記録記載不備（安全規則第７条第５
項）、（７）乗務等の記録記載不備（安全規則第８条）、（８）運行
指示書の作成・指示・携行義務違反（安全規則第９条の３第１項及び
第２項並びに第３項）、（９）運転者台帳の記載不備（安全規則第９
条の５第１項）、（１０）特定の運転者に対する指導監督違反（安全
規則第１０条第２項）、（１１）特定の運転者に対する適性診断受診
義務違反（安全規則第１０条第２項）

11 11



貨物 2019 3 29

株式会社ライフサポート
カンパニー（法人番号
6190001021574） 代
表取締役長山 真

三重県鈴鹿市南玉垣町
６７７１番地

本社
三重県鈴鹿市神
戸１丁目１１番
１８号

輸送施設の使用停止
（１９０日車）及び
文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第４項

平成３０年１０月１０日及び平成３０年１０月１６日、重傷事故を引
き起こしたことを端緒として監査実施。２７件の違反が認められた。
（１）事業計画変更認可違反【車庫】（法第９条第１項）、（２）事
業計画変更認可違反【休憩・睡眠施設】（法第９条第１項）、（３）
事業計画変更事前届出違反【車両数】（法第９条第３項）、（４）事
業計画変更事前届出違反【主たる事務所】（法第９条第３項）、
（５）事業計画変更事前届出違反【営業所】（法第９条第３項）、
（６）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則（以下「安全規則」）第３条第４項）、（７）健康状態の把握義務
違反（安全規則第３条第６項）、（８）点呼の実施義務違反（安全規
則第７条第１項及び第２項）、（９）点呼の記録義務違反（安全規則
第７条第５項）、（１０）点呼の記録記載不備（安全規則第７条第５
項）、（１１）乗務等の記録記載不備（安全規則第８条）、（１２）
運行記録計による記録義務違反（安全規則第９条）、（１３）事故の
記録記載不備（安全規則第９条の２）、（１４）運行指示書の作成・
指示・携行義務違反（安全規則第９条の３第１項及び第２項並びに第
３項）、（１５）運転者台帳の作成義務違反（安全規則第９条の５第
１項）、（１６）運転者台帳の記載不備（安全規則第９条の５第１
項）、（１７）運転者に対する指導監督違反（安全規則第１０条第１
項）、（１８）特定の運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規
則第１０条第２項）、（１９）運行管理者の講習受講義務違反（安全
規則第２３条第１項）、（２０）整備管理者の研修受講義務違反（安

19 19

貨物 2019 3 29
株式会社西岡屋（法人番
号2120901016543）代
表者岡松之助

大阪府吹田市南金田２
丁目７番１４号

茨木
大阪府茨木市畑
中町１７２－２

輸送施設の使用停止
（５５日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年５月１５日及び同年５月２２日、公安委員会からの通報を
端緒に監査を実施。９件の違反が認められた。（１）乗務時間等の告
示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第４項）、
（２）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７
条）、（３）点呼の記録事項不備（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第７条第５項）、（４）乗務等の記録事項不備（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第８条）、（５）運転者台帳の記載事項不備（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第９条の５第１項）、（６）運転者に対する
指導監督不適切（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第１
項）、（７）高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第１０条第２項）、（８）定期点検整備の実施
違反（３ヶ月点検）（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１３条、道
路運送車両法第４８条）、（９）運行管理者補助者の要件違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第１８条第３項）

6 6

タクシー 2019 3 29

有限会社泊観光タクシー
（法人番号３４２０００
２０１８７９６） 代表
者目代正光

青森県上北郡六ヶ所村
大字泊字村ノ内８１番
地１号

本社営業所

青森県上北郡
六ヶ所村大字泊
字村ノ内８１－
１

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

平成３０年２月８日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、7件
の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反（旅客自動
車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第２１条第１項）、（２）
健康状態の把握義務違反（運輸規則第２１条第５項）、（３）点呼の
実施義務違反（運輸規則第２４条第１項、第２項）、（４）点呼の記
録義務違反（運輸規則第２４条第５項）、（５）運転者に対する指導
監督違反（運輸規則第３８条第１項）、（６）高齢運転者に対する指
導監督違反（運輸規則第３８条第２項）、（７）高齢運転者に対する
適性診断受診義務違反（運輸規則第３８条第２項）

0 0

タクシー 2019 3 29

佐渡自動車整備株式会社
（法人番号９１１０００
１０２７５２７） 代表
者伊藤朗彦

新潟県佐渡市加茂歌代
３１５－３５

本社営業所
新潟県佐渡市両
津夷１８６－３

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

平成３０年１２月１９日、監査実施。２件の違反が認められた。
（１）点呼の記録義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第２４条第
５項）（２）乗務等の記録義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第
２５条第３項）

0 0

タクシー 2019 3 29

グリーンタクシー株式会
社(法人番号
3140001012936)代表者
南幸佐

兵庫県神戸市兵庫区浜
崎通10番地4号

本社
兵庫県神戸市兵
庫区浜崎通10番
地4号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法108条の34の規定に基づく通知件数(最高
速度違反)が過去1年以内に3件に達した。運転者に対する指導監督義務
違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

タクシー 2019 3 29

太平タクシー株式会社
(法人番号
1120001156159)代表者
山田健

大阪府守口市金田町4丁
目7番10号

本社
大阪府守口市金
田町4丁目7番10
号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

平成31年3月14日、法令違反の疑いを端緒に監査を実施。1件の違反が
認められた。運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運
輸規則第38条第1項)

1 0

タクシー 2019 3 29

白梅交通有限会社法人番
号（２２４０００２０３
０５５６）代表者高島敏
恵

広島県三次市三良坂町
三良坂８１４－１

本社営業所
広島県三次市三
良坂町三良坂８
１４－１

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

情報提供を端緒として、平成３１年３月１９日に監査を実施。１件の
違反が認められた。（１）定期点検整備の実施違反（道路運送車両法
第４８条）

0 0

貸切バス 2019 3 29

有限会社ＫＲＢ観光バス
（法人番号
8180302025604）代表
者大河原勝也

愛知県豊田市花沢町上
行田１４番地

大阪営業所
大阪府堺市美原
区今井１２７番
地１

輸送施設の使用停止
（６０日車）

道路運送法第２７条
第３項

平成３１年２月８日及び同年２月１８日、法令違反の疑いを端緒に監
査を実施。１件の違反が認められた。（１）無車検運行（旅客自動車
運送事業運輸規則第４５条）

6 6

貸切バス 2019 3 29

九州みやび観光株式会社
（法人番号
9340001006276） 代
表者本村雅樹

鹿児島県鹿児島市石谷
町1279-6

本社営業所
鹿児島県鹿児島
市石谷町1279-6

輸送施設の使用停止
（100日車）、文書警
告

道路運送法（以下
「法」）第9条の2第
1項、法第27条第3
項

平成30年11月27日、監査実施。6件の違反が認められた。(1)運賃料金
事前届出、運賃料金変更事前届出違反（道路運送法第9条の2第1項）、
(2)点呼の記録又は点呼の記録保存違反（旅客自動車運送事業運輸規則
（以下「運輸規則」）第24条第5項）、(3)点呼の記録事項義務違反
（運輸規則第24条第5項）、(4)乗務等の記録事項義務違反（運輸規則
第25条）、(5)乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条第1
項）、(6)運行管理規程の制定義務違反（運輸規則第48条の2）

10 10

貨物 2019 4 1

佐賀ダイキュー運輸株式
会社(法人番号
2300001007202) 代表
者田中真二

佐賀県唐津市久里3003-
1

武雄北方営
業所

佐賀県武雄市北
方町大字志久
890-1

輸送施設の使用停止
(50日車)、文書警告

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第17
条第1項、法第17条
第4項

平成30年11月27日、監査実施。4件の違反が認められた。(1)疾病、疲
労等のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全
規則」第3条第6項)、(2)事故の記録事項義務違反(安全規則第9条の2)、
(3)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(4)整備
管理者の研修受講義務違反(安全規則第15条)

5 5

貨物 2019 4 1

株式会社アイエヌライン
(法人番号
2290801015612) 代表
者奈賀幾次郎

福岡県築上郡吉富町大
字直江656-1

本社営業所
福岡県築上郡吉
富町大字直江
656-1

輸送施設の使用停止
(70日車)、文書警告

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第8
条第1項、法第17条
第1項、法第17条第
4項

平成30年12月7日、監査実施。7件の違反が認められた。(1)事業計画
(自動車車庫)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法第8
条第1項)、(2)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安
全規則(以下「安全規則」第3条第4項)、(3)乗務時間等の基準なお書き
違反(安全規則第3条第4項)、(4)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、
(5)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(6)乗務等の記録事
項義務違反(安全規則第8条)、(7)運転者台帳の記載事項義務違反(安全
規則第9条の5第1項)

7 7

貨物 2019 4 1

システム物流株式会社
(法人番号
2340001000104) 代表
者肥後貴哉

鹿児島県鹿児島市谷山
港3-4-13

本社営業所
鹿児島県鹿児島
市谷山港3-4-13

輸送施設の使用停止
(40日車)、文書警告

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第17
条第1項、法第17条
第4項

平成30年11月8日、監査実施。10件の違反が認められた。(1)乗務時間
等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規
則」)第3条第4項)、(2)乗務時間等の基準なお書き違反(安全規則第3条
第4項)、(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(4)点呼の記録義務
違反(安全規則第7条第5項)、(5)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7
条第5項)、(6)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(7)運行記
録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(8)運行指示書の記載事項義
務違反(安全規則第9条の3第1項)、(9)運転者台帳の記載事項義務違反
(安全規則第9条の5第1項)、(10)運転者に対する指導監督違反(安全規則
第10条第1項)

4 4



貨物 2019 4 1
有限会社下河物流(法人
番号5290002053426)
代表者下河徹

福岡県みやま市瀬高町
文廣2088-1

本社営業所
福岡県みやま市
瀬高町松田1-1

輸送施設の使用停止
(30日車)、文書警告

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第17
条第1項、法第17条
第4項

平成30年11月20日、監査実施。6件の違反が認められた。(1)運転者台
帳の記載事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規
則」第9条の5第1項)、(2)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(3)点
呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(4)運行指示書に係る
（作成、指示、携行）義務違反(安全規則第9条の3第1項)、(5)乗務時間
等の基準の遵守違反(安全規則第3条第4項)、(6)運転者に対する指導監
督違反(安全規則第10条第1項)

3 3

貨物 2019 4 1
株式会社共同運輸(法人
番号7320001008235)
代表者佐藤宗朝

大分県国東市国東町鶴
川1623ｰ1

本社営業所
大分県国東市国
東町鶴川1623ｰ1

輸送施設の使用停止
(50日車)、文書警告

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第8
条第1項、法第17条
第4項、法第18条第
3項

平成30年12月18日、監査実施。15件の違反が認められた。(1)～(3)事
業計画(自動車車庫・休憩睡眠施設・配置車両数)に定めるところに従う
義務違反(貨物自動車運送事業法第8条第1項)､(4)運転者台帳の作成義務
違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下｢安全規則｣第9条の5第1
項)､(5)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)､(6)運
行管理者の選任(解任)未届出違反(安全規則第19条)､(7)運行管理者の講
習受講義務違反(安全規則第23条第1項)、(8)点呼の実施義務違反(安全
規則第7条)､(9)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)､(10)運転者
に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)､(11)運転者に対する指導
監督の記録又は指導監督の記録保存違反(安全規則第10条第1項) ､(12)
運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1項)､
(13)特定運転者に対する特別な指導監督違反(安全規則第10条第2項)､
(14)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)､
(15)整備管理者の研修受講義務違反(安全規則第15条)

5 5

貨物 2019 4 1
企業組合太陽(法人番号
6360005000747） 代
表者東江勇

沖縄県中頭郡西原町上
原2丁目9番地の1ルボワ
YARA203号

豊見城営業
所

沖縄県豊見城市
名嘉地39コーポ
長嶺303

輸送施設の停止(120
日車)、文書警告

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第17
条1項

平成30年10月10日、適正化実施機関の行った巡回指導の評価結果を端
緒に監査実施。12件の違反が認められた。(1)自動車車庫の位置及び収
容能力違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)、(2)乗務
時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規
則」)第3条第4項）、(3)疾病、疲労等のおそれのある乗務(安全規則第3
条第6項)、(4)点呼の記録違反(安全規則第7条第5項）、(5)運行記録計
による記録違反(安全規則第9条第1項第1号)、(6)運転者台帳の作成義務
違反(安全規則第9条の5第1項)、(7)運転者に対する指導及び監督違反
(安全規則第10条第1項)、(8)初任運転者に対する特別な指導の実施義務
違反(安全規則第10条第2項)、(9)事業用自動車の点検整備違反(安全規
則第13条)、(10)整備管理者の研修受講義務違反(安全規則第15条)、
(11)報告義務違反(法第60条第1項)、(12)自動車に関する表示義務違反
(道路運送法第95条)

15 12

貨物 2019 4 2
株式会社Ｈ＆Ｒ（法人番
号5040001072996）代
表者斉藤伸一

東京都江戸川区宇喜田
町１３０８－１

本社
東京都江戸川区
宇喜田町１３０
８－１

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

労働局からの通報を端緒として平成30年10月4日、監査を実施。1件の
違反が認められた。（1）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条）

0 0

貨物 2019 4 2
杉村運送有限会社（法人
番号3140002041298）
代表者杉村智子

兵庫県尼崎市久々知１
－１１－５

本社
兵庫県尼崎市
久々知１－１１
－５

文書警告
貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３１年１月２４日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。
１件の違反が認められた。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第７条）

0 0

タクシー 2019 4 2

有限会社米原タクシー
（法人番号
5160002006990）代表
者脇坂修一

滋賀県米原市下多良1丁
目146番地

本社営業所
滋賀県米原市下
多良1丁目146番
地

文書警告
道路運送法第27条第
3項

平成31年2月21日、長期未実施を端緒に監査を実施。2件の違反が認め
られた。（1）点呼の記録事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則
(以下、「運輸規則」)第24条第5項）、（2）乗務等の記録事項義務違
反（運輸規則第25条第3項、第4項）

0 0

タクシー 2019 4 2

滋賀中央観光バス株式会
社（法人番号
4160001006729）代表
者喜田全恵

滋賀県長浜市醍醐町291
番地1

長浜
滋賀県長浜市醍
醐町291番地1

文書警告
道路運送法第27条第
3項

平成31年2月26日、長期未実施を端緒に監査を実施。1件の違反が認め
られた。（1）健康状態の把握義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則
第21条第5項)

0 0

貸切バス 2019 4 2

有限会社國伸運輸（法人
番号：
2090002007306） 代
表者 塩谷忠広

山梨県南アルプス市有
野3720-1

本社営業所
山梨県南アルプ
ス市六科841-1

文書警告（処分日車
数30日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3.(6)
による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第26条第1
項

平成31年2月27日、定期的な監査を実施。1件の違反が認められた。(1)
運行記録計による記録義務違反(運輸規則第26条第1項)

47 3

貨物 2019 4 4

株式会社 アスリート
（法人番号
4190001011585）代表
取締役 尾崎一之

三重県松坂市曽原町１
９２７番地２０

本社
三重県松坂市曽
原町１９２７番
地２０

輸送施設の使用停止
（３０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
２５条第２項

平成３０年１２月１４日、監査方針に基づいて監査実施。８件の違反
が認められた。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則（以下「安全規則」）第７条第１項及び第２項）、（２）点
呼の記録義務違反（安全規則第７条第５項）、（３）乗務等の記録記
載不備（安全規則第８条）、（４）運行記録計による記録保存義務違
反（安全規則第９条）、（５）運行指示書の作成・指示・携行義務違
反（安全規則第９条の３第１項及び第２項並びに第３項）、（６）運
転者台帳の記載不備（安全規則第９条の５第１項）、（７）社会保険
等加入義務者の一部未加入（法第２５条第２項）、（８）報告義務違
反（法第６０条第１項）

3 3

貨物 2019 4 4
有限会社みやび運輸(法
人番号8350002013370)
代表者佐藤律子

宮崎県西臼杵郡高千穂
町大字三田井1562-1

本社営業所
宮崎県西臼杵郡
高千穂町大字三
田井1562-1

輸送施設の使用停止
(80日車)、文書警告

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第8
条第1項、法第17条
第3項、法第17条第
4項、法第60条第1
項

平成30年11月22日、監査実施。11件の違反が認められた。(1)事業計画
(自動車車庫)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法(以
下「法」)第8条第1項)、(2)過積載運送(法第17条第3項)、(3)点呼の実
施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」第7
条)、(4)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(5)乗務等の
記録事項義務違反(安全規則第8条)、(6)運行記録計による記録義務違反
(安全規則第9条)、(7)運行指示書の記載事項義務違反(安全規則第9条の
3第1項)、(8)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1
項)、(9)特定運転者に対する特別な指導監督違反(安全規則第10条第2
項)、(10)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第
2項)、(11)報告義務違反(法第60条第1項)

8 8

タクシー 2019 4 4

大串タクシー有限会社
(法人番号
1310002013975) 代表
者森口昭徳

長崎県西海市西彼町大
串郷字藤ノ尾1913-13

本社営業所
長崎県西海市西
彼町大串郷字藤
ノ尾1913-13

輸送施設の使用停止
(60日車)、文書警告

道路運送法第27条第
3項、道路運送車両
法第41条

平成30年10月12日、監査実施。6件の違反が認められた。(1)疾病、疲
労等のおそれのある乗務（旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規
則」)第21条第5項）、(2)点呼の実施義務違反（運輸規則第24条）、(3)
乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第25条）、(4)乗務員台帳の記載
事項義務違反（運輸規則第37条第1項）、(5)特定運転者に対する特別
な指導監督違反（運輸規則第38条第2項）、(6)整備不良車両運行違反
（運輸規則第45条、道路運送車両法第41条）

6 6

貸切バス 2019 4 4

株式会社フォルスアン
フィニ(法人番号
8140001084046) 代表
者杉本茂雄

大阪府東大阪市南上小
阪6-26

東大阪営業
所

大阪府東大阪市
南上小阪6-26

輸送の安全確保命令
道路運送法第27条第
4項

平成31年3月5日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施したとこ
ろ、違反の恐れがある事項が確認されたことから、平成31年4月4日指
摘事項確認監査を実施。当該監査において輸送の安全確保に関する是
正措置が講じられていないことを確認したため。

0 0

貨物 2019 4 5

四ツ橋運輸興業株式会社
（法人番号７１１０００
１００５７６５） 代表
者四ツ橋正義

新潟県新潟市東区本所
１－５－１３

本社営業所
新潟県新潟市東
区大形本町４－
３－４

輸送施設の使用停止
（６０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項及
び同法第１７条第４
項

平成３０年８月６日、監査実施。９件の違反が認められた。（１）乗
務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第
４項）（２）点呼の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７
条第１項～第２項）（３）点呼の記録違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第７条第５項）（４）乗務等の記録違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第８条）（５）運転者台帳（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第９条の５第１項）（６）指導監督告示による運転者に対す
る指導及び監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第１
項）（７）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第２３条第１項）

6 6



貨物 2019 4 5
有限会社浅野運送（法人
番号7470002009309)代
表者漆原英敏

香川県高松市香川町大
字大野４８－１

本社営業所
香川県高松市香
川町大字大野４
８－１

輸送施設の使用停止
（２０日車)

貨物自動車運送事業
法第17条第1項

平成３１年１月１６日、労働局と合同で監査を実施したところ、１件
の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が不適切であ
り、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度を超え、また所定の休息
期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと（安全規
則第3条第4項）

2 2

貨物 2019 4 8

株式会社長岡運送（法人
番号８２３０００１０１
３０６１） 代表者長岡
ダニエル

富山県射水市小島１２
０８

本社営業所
富山県射水市今
井７０

輸送施設の使用停止
（４０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項、
同法第１７条第４項
及び同法第６０条第
１項

平成３０年４月１３日、監査実施。９件の違反が認められた。（１）
乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条
第４項）（２）健康状態の把握違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第３条第６項）（３）点呼の記録違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項）（４）乗務等の記録違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第８条）（５）運転者台帳（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第９条の５第１項）（６）指導監督告示による運転者に対する
指導及び監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第１
項）（７）指導監督告示による運転者に対する特別な指導及び運転適
性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第２
項）（８）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第６０条第１項）

4 4

貨物 2019 4 8

関東西部運輸株式会社
（法人番号
7040001071154）代表
者田口哲士

千葉県野田市木野崎１
７８７－５８

－ － 許可の取消し
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

行政処分等を受けたにもかかわらず改善が認められないことを端緒と
して、平成３１年１月１７日及び同年１月２３日、監査を実施。５件
の違反が認められた。（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（２）点呼の実施義務違反等
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（３）運行指示書の記載
事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3）、（４）
運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10
条第1項）、（５）事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9
条第3項）

83 47

貨物 2019 4 8
有限会社ヒラマツ（法人
番号7120102022642）
代表者平松周平

大阪府岸和田市吉井町
３－１１－４

本社
大阪府岸和田市
木材町１５－２

輸送施設の使用停止
（１５０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年３月２６日及び同年４月２０日、関係機関からの情報を端
緒に監査を実施。１１件の違反が認められた。（１）事業計画変更認
可違反（自動車車庫の位置）（貨物自動車運送事業法第９条第１
項）、（２）事業計画変更認可違反（休憩・睡眠施設の位置）（貨物
自動車運送事業法第９条第１項）、（３）事業計画変更事後届出違反
（営業所位置）（貨物自動車運送事業法第９条第３項）、（４）乗務
時間等の告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第
４項）、（５）健康状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第３条第６項）、（６）点呼の実施不適切（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第７条）、（７）点呼の記録義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第７条第５項）、（８）乗務等の記録義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第８条）、（９）運行記録計によ
る記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条）、（１
０）運転者台帳の記載事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第９条の５第１項）、（１１）運行管理者の講習受講義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第２３条第１項）

15 15

貨物 2019 4 8

株式会社アイ・エム・
シー法人番号（１２９０
００１０４３９３５）代
表者石松弘康

福岡県朝倉市三奈木２
２６６－１

山口営業所
山口県宇部市大
字善和字石ヶ谷
５９１－８

輸送施設の使用停止
（６０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法第９条第１項、第
１７条第１項及び第
４項

酒気帯び運転及び追突事故を惹起したことを端緒として、平成３０年
１０月１６日及び同年１１月９日に監査を実施。７件の違反が認めら
れた。（１）事業計画の変更認可違反（車庫）（貨物自動車運送事業
法施行規則第２条第１項第４号）（２）乗務時間等告示の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下安全規則）第３条第４項）
（３）点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１項及び第２項）
（４）点呼の記録事項義務違反（安全規則第７条第５項）（５）乗務
等の記録事項義務違反（安全規則第８条第１項）（６）運転者に対す
る指導監督義務違反（安全規則第１０条第１項）（７）運転者に対す
る指導監督の記録事項義務違反（安全規則第１０条第１項）

6 6

タクシー 2019 4 8

有限会社高屋タクシー法
人番号（３２４０００２
０２８６７３）代表者池
田昭典

広島県東広島市高屋町
中島４４８－５

駅前営業所
広島県東広島市
高屋町中島４４
８－５

輸送施設の使用停止
（１１日車）及び文
書警告

道路運送法第２７条
第３項

死亡事故を惹起したことを端緒として、平成３０年６月１３日及び同
年１０月１９日に監査を実施。５件の違反が認められた。（１）点呼
の実施義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下運輸規則）第２
４条第１項及び第２項）（２）点呼の記録義務違反（運輸規則第２４
条第５項）（３）乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第３７条
第１項）（４）運転者に対する指導監督義務違反（運輸規則第３８条
第１項）（５）運転者に対する指導監督の記録事項義務違反（運輸規
則第３８条第１項）

2 2

タクシー 2019 4 8

有限会社小笹タクシー
(法人番号
3290002006583) 代表
者副田直一郎

福岡県福岡市城南区長
尾1-3-19

本社営業所
福岡県福岡市城
南区長尾1-3-19

輸送施設の使用停止
(47日車)、文書警告

道路運送法第27条第
3項

平成30年12月18日、監査実施。9件の違反が認められた。(1)苦情処理
の記録の記録義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規
則」）第3条第2項）、(2)苦情処理の記録の保存義務違反（運輸規則第
3条第2項）、(3)乗務時間等の基準の遵守違反（運輸規則第21条第1
項）、(4)疾病、疲労等のおそれのある乗務（運輸規則第21条第5
項）、(5)点呼の記録義務違反（運輸規則第24条第5項）、(6)点呼の記
録事項義務違反（運輸規則第24条第5項）、(7)乗務員台帳の記載事項
義務違反（運輸規則第37条第1項）、(8)特定運転者に対する特別な指
導監督違反（運輸規則第38条第2項）、(9)特定運転者に対する適性診
断受診義務違反（運輸規則第38条第2項）

5 5

貸切バス 2019 4 8

株式会社カーワークス法
人番号（１２６０００１
００１７３０）代表者金
島義和

岡山県岡山市東区竹原
１５４３－１

本社営業所
岡山県瀬戸内市
長船町長船２６
３－１

輸送施設の使用停止
（１１０日車）及び
文書警告

道路運送法第９条の
２第１項及び第２７
条第３項

継続監視の監査対象として、平成３０年５月３０日、同年１０月１７
日及び同年１１月１日に監査を実施。７件の違反が認められた。
（１）運賃料金事前届出、運賃料金変更事前届出違反（道路運送法第
９条の２第１項）（２）点呼の記録義務違反（旅客自動車運送事業運
輸規則（以下運輸規則）第２４条第５項）（３）点呼の記録事項義務
違反（運輸規則第２４条第５項）（４）乗務等の記録事項義務違反
（運輸規則第２５条第１項及び第２項）（５）乗務員台帳の記載事項
義務違反（運輸規則第３７条第１項）（６）運転者に対する指導監督
の記録事項義務違反（運輸規則第３８条第１項）（７）運行管理者の
講習受講義務違反（運輸規則第４８条の４第１項）

11 11

貨物 2019 4 9

株式会社テスコ商運（法
人番号９１１０００１０
０３３９５） 代表者若
月正則

新潟県新潟市北区太郎
代２０２２－５８

本社営業所
新潟県新潟市北
区太郎代２０２
２－５８

輸送施設の使用停止
（２０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項及
び同法第１７条第４
項

平成３０年８月２日、監査実施。２件の違反が認められた。（１）乗
務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第
４項）（２）指導監督告示による運転者に対する指導及び監督違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第１項）

2 2

貨物 2019 4 9
株式会社島清運送（法人
番号7021001038038）
代表者入内嶋清藏

神奈川県平塚市下島１
０５９－８

本社
神奈川県平塚市
下島１０５９－
８

輸送施設の使用停止
（140日車）、輸送の
安全確保命令

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

法令違反の疑いがあることを端緒として、平成30年9月18日及び同年10
月16日、監査を実施。4件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示
の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）疾
病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6
項）、（3）点呼の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条第5項）、（4）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第10条第1項）

14 14



貨物 2019 4 9
株式会社サカモト（法人
番号7030001078043）
代表者坂本比呂志

埼玉県川口市芝下２－
４－７

本社
埼玉県川口市芝
下１－９－８

輸送施設の使用停止
（235日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第13条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年8月2日、監査を
実施。13件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）健康状態の把握義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（3）点呼の
実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（4）運
転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条
第1項）、（5）初任・高齢運転者に対する指導監督違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（6）初任・高齢運転者に対す
る適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項）、（7）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第13条）、（8）整備管理者の選任（解任）未届出違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第13条、道路運送車両法第52条）、（9）整備管
理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第15
条）、（10）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第23条第1項）、（11）事業計画の変更認可違反（貨物自動
車運送事業法第9条第1項）、（12）事業計画事後届出違反（貨物自動
車運送事業法第9条第3項）、（13）報告義務違反（貨物自動車運送事
業報告規則第2条）

24 24

貨物 2019 4 9

株式会社新井グループ運
輸（法人番号
7070001015224）代表
者新井徹

群馬県伊勢崎市曲沢町
１５５４

本社
群馬県伊勢崎市
曲沢町１５５４

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

酒気帯び運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平成３
０年９月６日、監査を実施。６件の違反が認められた。（1）乗務時間
等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、
（2）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条）、（3）運行指示書による作成義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第9条の3）、（4）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（5）高齢運転者に対する指導
監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（6）初
任・高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第2項）

6 6

貨物 2019 4 9
株式会社リアル（法人番
号1012801008384）代
表者川上剛

東京都武蔵村山市伊奈
平３－１０

本社
東京都武蔵村山
市伊奈平３－１
０

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成３０年９月１４日、
監査を実施。２件の違反が認められた。（1）運転者に対する指導監督
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（2）報告義
務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）

1 1

貨物 2019 4 9

株式会社エスケイ物流
（法人番号
9140001077528）代表
者橋尾俊治

兵庫県加東市喜田１丁
目２番地２５

本社
兵庫県加東市喜
田１丁目２番地
２５

輸送施設の使用停止
（５０日車）

貨物自動車運送事業
法第９条第１項

平成３０年３月２日、死亡事故を引き起こしたことを端緒に監査を実
施。９件の違反が認められた。（１）事業計画変更認可違反（自動車
車庫の位置）（貨物自動車運送事業法第９条第１項）、（２）点呼の
実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条）、（３）点
呼の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第５
項）、（４）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第８条）、（５）事故報告の記録事項義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第９条の２）、（６）運転者に対する指導監督の
記録保存義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第１
項）、（７）運行管理規程制定違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第２１条）、（８）運行管理者補助者の要件違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第１８条第３項）、（９）事故の未届出違反（貨物
自動車運送事業法第２４条）

5 5

貨物 2019 4 9
株式会社淡海通商（法人
番号2160001014080）
代表者後藤幸枝

滋賀県彦根市岡町字馬
廟１２番地３０２

本社
滋賀県東近江市
沖野１丁目３６
番２

輸送施設の使用停止
（５０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年５月３０日及び同年６月１５日、関係機関からの情報を端
緒に監査を実施。４件の違反が認められた。（１）乗務時間等の告示
の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第４項）、
（２）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７
条）、（３）点呼の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第７条第５項）、（４）運行記録計による記録義務違反（不実記
録）（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条）

5 5

貨物 2019 4 9
有限会社外園運輸(法人
番号4340002008648)
代表者川野佑子

鹿児島県鹿児島市平川
町4233-1

本社営業所
鹿児島県鹿児島
市平川町4233-1

輸送施設の使用停止
(120日車)､文書警告

貨物自動車運送事業
法(以下｢法｣)第17条
第1項､法第17条第4
項、道路運送車両法
第48条

平成30年11月21日、監査実施。14件の違反が認められた。(1)疾病、疲
労等のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下｢安全
規則｣)第3条第6項)､(2)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条
の5第1項)､(3)運転者台帳の保存義務違反(安全規則第9条の5第2項)､(4)
運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項)､(5)点呼の実施
義務違反(安全規則第7条)､(6)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5
項)､(7)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)､(8)乗務等の記
録事項義務違反(安全規則第8条)､(9)運行記録計による記録義務違反(安
全規則第9条)､(10)運行指示書に係る（作成、指示、携行）義務違反(安
全規則第9条の3第1項)､(11)乗務時間等の基準の遵守違反(安全規則第3
条第4項)､(12)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)､
(13)整備管理者の研修受講義務違反(安全規則第15条)､(14)定期点検整
備の実施違反(安全規則第13条、道路運送車両法第48条)

12 12

貨物 2019 4 9
有限会社月俣産業(法人
番号6290002046791)
代表者月俣秀和

福岡県飯塚市津原71-2 本社営業所
福岡県飯塚市津
原346

輸送施設の使用停止
(20日車)､文書警告

貨物自動車運送事業
法(以下｢法｣)第8条
第1項､法第17条第1
項､法第17条第4項

平成30年11月27日､監査実施。9件の違反が認められた。(1)事業計画
(自動車車庫)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法第8
条第1項)､(2)運転者台帳の記載事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則(以下「安全規則」)第9条の5第1項)､(3)点呼の実施義務違反
(安全規則第7条)､(4)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)､(5)点呼
の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)､(6)乗務等の記録事項義務違
反(安全規則第8条)､(7)運行指示書に係る（作成、指示、携行）義務違
反(安全規則第9条の3第1項)､(8)乗務時間等の基準の遵守違反(安全規則
第3条第4項)､(9)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規則
第10条第1項)

2 2

タクシー 2019 4 9
株式会社ユーヨー（法人
番号9010601048040）
代表者  申 健

東京都江東区亀戸七丁
目３７番１２号

千葉営業所

千葉県印旛郡
酒々井町下岩橋
２５２－１－Ｂ
－１０２

輸送施設の使用停止
（120日車）

道路運送法（以下、
運送法）第9条の3第
1項、運送法第20
条、運送法第27条第
3項

平成30年6月15日、新規許可を受けたことを端緒として監査を実施。4
件の違反が認められた。(1)運賃料金認可違反(道路運送法(以下､運送
法)第9条の3第1項)､(2)営業区域外運送違反(運送法第20条)､(3)点呼の
記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第24条第5
項)､(4)新任運転者に対する指導､監督義務違反(運輸規則第36条第2項)

12 12

乗合バス 2019 4 9

千葉内陸バス株式会社
（法人番号：
6010601013014） 代
表者 三沢 建吾

千葉県四街道市千代田
5-68

千代田営業
所

千葉県四街道市
千代田5-68

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第1
項

平成30年10月11日、労働局からの通知を端緒として監査を実施。5件の
違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送事業
運輸規則(以下｢運輸規則｣)第21条第1項)､(2)点呼の記録事項義務違反
(運輸規則第24条第5項)､(3)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則
第38条第1項)､(4)高齢運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第
38条第2項)､(5)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第
38条第2項)

0 0

貸切バス 2019 4 9
株式会社テトラ（法人番
号：3060001012408）
代表者 松本善明

栃木県那須塩原市四区
町743-14

東京営業所
東京都足立区入
谷3-2-10

文書警告（処分日車
数50日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3.(6)
による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

平成31年1月29日及び平成31年2月18日、定期的な監査を実施。2件の
違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運
送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第38条第1項)､(2)運行管理者に対する
講習受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項)

32 5



貸切バス 2019 4 9

狭山バス運輸有限会社
（法人番号：
7030002033666） 代
表者 伏川文子

埼玉県狭山市柏原448-2 本社営業所
埼玉県狭山市柏
原448-2

文書警告（処分日車
数50日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3.(6)
による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第5
項

平成31年1月21日、定期的な監査を実施。2件の違反が認められた。(1)
疾病のおそれのある乗務(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規
則｣)第21条第5項)､(2)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38
条第1項)

23 5

貸切バス 2019 4 9

千葉内陸バス株式会社
（法人番号：
6010601013014） 代
表者 三沢建吾

千葉県四街道市千代田
5-68

千代田営業
所

千葉県四街道市
千代田5-68

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第1
項

平成30年10月9日及び平成30年10月11日、労働局からの通知を端緒と
して監査を実施。3件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違
反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第21条第1項)､(2)点
呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)､(3)運転者に対する指導
監督義務違反(運輸規則第38条第1項)

0 0

貸切バス 2019 4 9

株式会社アイビーエス
（法人番号：
2010401090141） 代
表者 奥谷恭一

東京都港区東新橋1-10-
1ｰ2401

千葉営業所
千葉県柏市布施
812-1

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

平成30年10月15日、定期的な監査を実施。1件の違反が認められた。､
(2)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)

6 0

貸切バス 2019 4 9
丸井観光ﾊﾞｽ（法人番
号：5040001050003）
代表者 井口光浩

千葉県八街市八街へ199 本社営業所
千葉県八街市八
街へ199-1306

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第24条

平成30年12月19日、定期的な監査を実施。2件の違反が認められた。
(1)点呼の記録事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規
則｣)第24条第5項)､(2)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38
条第1項)

0 0

貸切バス 2019 4 9

株式会社スマイルコーポ
レーション（法人番号：
3030001067289） 代
表者 馬場由美子

埼玉県越谷市レイクタ
ウン1-18-19

茨城営業所
茨城県坂東市小
泉982-1

文書警告（処分日車
数50日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3.(6)
による）

道路運送法第15条第
1項

平成31年2月7日、定期的な監査を実施。4件の違反が認められた。(1)
事業計画の変更認可違反(道路運送法(以下｢運送法｣)第15条第1項)､(2)
事業計画の事前変更届出違反(運送法第15条第3項)､(3)運行管理者の解
任届出違反(運送法第23条第3項)､(4)整備管理者選任(解任)の未届出(道
路運送車両法第52条)

5 5

貸切バス 2019 4 9

西那須観光バス株式会社
（法人番号：
5060001012133） 代
表者 渡辺正夫

栃木県那須塩原市北赤
田1586-23

本社営業所
栃木県那須塩原
市北赤田1586-23

輸送施設の使用停止
（340日車）

道路運送法第20条

平成30年9月19日及び平成30年10月5日、定期的な監査を実施。14件の
違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(道路運送法(以下｢運送
法｣)第15条第1項)､(2)営業区域外旅客運送(運送法第20条)､(3)運送引受
書の記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第7
条の2第1項)､(4)乗務時間等告示の遵守違反(運輸規則第21条第1項)､(5)
疾病のおそれのある乗務(運輸規則第21条第5項)､(6)点呼の実施等義務
違反(運輸規則第24条)､(7)乗務等の記録の記載事項不備(運輸規則第25
条第2項)､(8)運行記録計による記録義務違反(運輸規則第26条第1項)､
(9)運行指示書の記載事項不備(運輸規則第28条の2第1項)､(10)運転者に
対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)､(11)初任運転者に対
する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､(12)初任運転者に対す
る適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)､(13)定期点検整備等の
未実施(運輸規則第45条)､(14)報告義務違反(運送法第94条第1項)

42 34

貸切バス 2019 4 9 土師 啓二 大阪府堺市中区 本店 大阪府堺市中区
事業停止(3日間)及び
輸送施設の使用停止
(220日車)

道路運送法第27条第
3項

平成30年8月6日、法令違反の疑いを端緒に監査を実施。12件の違反が
認められた。(1)運行管理者の選任違反（旅客自動車運送事業運輸規則
（以下、「運輸規則」）第47条の9第1項）、(2)運送引受書の記載事項
義務違反(運輸規則第7条の2第1項)、(3)健康状態の把握義務違反(運輸
規則第21条第5項)、(4)運行に関する状況把握等のための体制の整備違
反（運輸規則第21条の2）、(5)点呼の実施義務違反(運輸規則第24条第
1項、第2項、第3項)、(6)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5
項)、(7)乗務等の記録事項義務違反(運輸規則第25条第1項、第2項、第4
項)、(8)運行記録計による記録義務違反(運輸規則第26条第1項)、(9)運
行指示書の記載事項義務違反(運輸規則第28条の2第1項)、(10)乗務員台
帳の作成義務違反(運輸規則第37条第1項)、(11)乗務員台帳の記載事項
義務違反(運輸規則第37条第1項)、(12)運転者に対する適性診断受診義
務違反(運輸規則第38条第2項)

22 22

貨物 2019 4 10
株式会社内田商店（法人
番号2170001006382）
代表者内田敏幸

和歌山県和歌山市湊１
８２０

本社
和歌山県和歌山
市湊１８２０

輸送施設の使用停止
（５５日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年３月８日及び同年３月１６日、関係機関からの情報を端緒
に監査を実施。１０件の違反が認められた。（１）事業計画変更認可
違反（自動車車庫の位置）（貨物自動車運送事業法第９条第１項）、
（２）乗務時間等の告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第３条第４項）、（３）健康状態の把握義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第３条第６項）、（４）点呼の実施義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第７条）、（５）点呼記録の不実記載
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第５項）、（６）乗務等の
記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第８条）、（７）運
行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９
条）、（８）運転者台帳の作成義務違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第９条の５第１項）、（９）運転者台帳の記載事項義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条の５第１項）、（１０）定
期点検整備の実施違反（３ヶ月点検）（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第１３条、道路運送車両法第４８条）

6 6

貨物 2019 4 10
株式会社大南法人番号
（７２８０００１００７
５６３）代表者細木邦夫

島根県雲南市大東町上
佐世２３７

本社営業所
島根県雲南市大
東町下佐世２９
８－１

輸送施設の使用停止
（２０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項及
び第４項

情報提供を端緒として、平成３０年９月１１日及び同年１２月１７日
に監査を実施。５件の違反が認められた。（１）乗務時間等告示の遵
守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下安全規則）第３条第
４項）（２）点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１項、第２項及
び第３項）（３）点呼の記録事項義務違反（安全規則第７条第５項）
（４）乗務等の記録事項義務違反（安全規則第８条第１項）（５）運
行指示書の記載事項義務違反（安全規則第９条の３第２項）

2 2

タクシー 2019 4 10

ニコニコタクシー株式会
社(法人番号
9120001057416)代表者
河野正

大阪府大阪市淀川区三
津屋北3丁目1番12号

本社
大阪府大阪市淀
川区三津屋北3丁
目1番12号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法108条の34の規定に基づく通知件数（放置
駐車違反）が過去1年以内に3件に達した。(1)運転者に対する指導監督
義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条1項）

0 0

タクシー 2019 4 10
ベスト交通株式会社(法
人番号1122001009305)
代表者中村一人

大阪府東大阪市三島2－
8－10

本社
大阪府東大阪市
三島2丁目634－
1、635－1

文書警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法108条の34の規定に基づく通知件数（駐停
車違反）が過去1年以内に3件に達した。(1)運転者に対する指導監督義
務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条1項）

7 0

貨物 2019 4 11

甲信越福山通運株式会社
（法人番号６１００００
１００４６０４） 代表
者八田弘明

長野県長野市若穂川田
字外新田３８００－６

金沢支店

石川県白山市源
兵島町５７６、
５７７、５７
８、６２８－２

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年１１月３０日、監査実施。１件の違反が認められた。
（１）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第２３条第１項）

1 1

貨物 2019 4 11

株式会社アイエヌライン
（法人番号
2290801015612）代表
者奈賀幾次郎

福岡県築上郡吉富町大
字直江６５６－１

三田スイッ
チングセン
ター

兵庫県三田市弥
生が丘４丁目３
３番４

輸送施設の使用停止
（２０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項

平成３０年３月８日、死亡事故を引き起こした「廃止した神戸営業所
によるもの」ことを端緒に監査を実施。３件の違反が認められた。
（１）乗務時間等の告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第３条第４項）、（２）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第７条）、（３）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第８条）

2 2



貨物 2019 4 11

合同会社シルエ・サービ
ス（法人番号
9130003002443）代表
者有村学

京都府綾部市味方町平
林２番地１

本社
京都府綾部市味
方町平林２番地
１

輸送施設の使用停止
（３０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年５月１８日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。９
件の違反が認められた。（１）乗務時間等の告示の遵守違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第３条第４項）、（２）健康状態の把握義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第６項）、（３）点
呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条）、
（４）点呼の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
７条第５項）、（５）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第８条）、（６）運行記録計による記録義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第９条）、（７）運転者台帳の記載事
項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条の５第１項）、
（８）定期点検整備の整備記録簿記載違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第１３条、道路運送車両法第４９条）、（９）運行管理者の
講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第２３条第１
項）

3 3

貨物 2019 4 11
金商株式会社（法人番号
3130001058988）代表
者金岩成

京都府亀岡市曽我部町
重利向田５番地１

本社

京都府亀岡市曽
我部町南条中向
田２２－１３
エスクワイヤ・
ヴィヴィナリー
Ⅱ２階２８号室

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項

平成３０年６月２５日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実
施。６件の違反が認められた。（１）乗務時間等の告示の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第４項）、（２）健康状態
の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第６項）、
（３）点呼の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条
第５項）、（４）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第８条）、（５）運転者台帳の記載事項義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第９条の５第１項）、（６）高齢運転者に
対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１
０条第２項）

1 1

貨物 2019 4 11
株式会社ＮＥＸＴ（法人
番号8130001030612）
代表者木村敦彦

京都府京都市南区上鳥
羽清井町７８

本社
京都府京都市南
区上鳥羽清井町
７８

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第３項

平成３０年１２月１３日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実
施。１件の違反が認められた。（１）過積載運送（貨物自動車運送事
業法第１７条第３項）

1 1

貨物 2019 4 11
株式会社エンデバー(法
人番号2290001003285)
代表者江崎健二郎

福岡県福岡市東区蒲田
2-40-37

宮崎営業所
宮崎県北諸県郡
三股町大字蓼池
4631-1

輸送施設の使用停止
(100日車)､文書警告

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第17
条第1項、法第17条
第4項

平成31年1月9日、監査実施。12件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規
則」)第3条第4項)、(2)乗務時間等の基準なお書き違反(安全規則第3条
第4項)、(3)疾病、疲労等のおそれのある乗務(安全規則第3条第6項)、
(4)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(5)点呼の記録保存義務違反
(安全規則第7条第5項)、(6)乗務等の記録義務違反(安全規則第8条)、(7)
運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(8)運行指示書に係る
（作成、指示、携行）義務違反(安全規則第9条の3第1項)、(9)運転者台
帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(10)運転者に対する
指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(11)運転者に対する指導監督の
記録事項義務違反(安全規則第10条第1項)、(12)特定運転者に対する適
性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)

10 10

貨物 2019 4 11
白木運送有限会社(法人
番号8290002047227)
代表者黒木正史

福岡県筑後市大字長浜
1583-1

本社営業所
福岡県筑後市大
字長浜1583-1

輸送施設の使用停止
(30日車)、文書警告

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第17
条第1項、第17条第
4項

平成30年9月6日、監査実施。2件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規
則」)第3条第4項)、(2)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第
1項)

3 3

タクシー 2019 4 11

観光夢めぐり株式会社
（法人番号
2120001111014）代表
者梅木健一

大阪府大阪市住之江区
御崎5丁目1番17号

大阪営業所
大阪府大阪市西
淀川区佃3丁目4
番15号

許可の取消し
タクシー業務適正化
特別措置法第37条第
8項

平成30年12月18日、近畿運輸局がタクシー業務適正化特別措置法第37
条第8項に基づき負担金納付命令を行ったが、命令に応じなかった。(1)
負担金納付命令違反（タクシー業務適正化特別措置法第37条第8項）

- -

貨物 2019 4 12

安金運輸 有限会社（法
人番号
7200002013799） 代
表取締役 安田立明

 岐阜県不破郡垂井町表
佐２８０６番地の１

本社
岐阜県不破郡垂
井町表佐字土夫
２８４７

輸送施設の使用停止
（１０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第４項

平成３０年１１月５日、監査方針に基づいて監査実施。４件の違反が
認められた。（１）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則（以下「安全規則」）第１０条第１項）、（２）特定
の運転者に対する指導監督違反（安全規則第１０条第２項）、（３）
特定の運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第１０条第２
項）、（４）運行管理者の講習受講義務違反（安全規則第２３条第１
項）

1 1

貨物 2019 4 12

株式会社大光トランス
ポート（法人番号
1120001015463）代表
者近藤節枝

大阪府大阪市生野区巽
中２丁目１８番２４号

本社
大阪府大阪市生
野区巽中２丁目
１８番２４号

輸送施設の使用停止
（１００日車）

貨物自動車運送事業
法第２５条第２項

平成３０年６月１５日、前回行政処分の違反項目の改善が見受けられ
なかったことを端緒に監査を実施。８件の違反が認められた。（１）
運送約款の無掲示（貨物自動車運送事業法第１１条）、（２）健康状
態の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第６
項）、（３）点呼の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第７条第５項）、（４）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第８条）、（５）運転者台帳の記載事項義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条の５第１項）、（６）運転
者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条
第１項）、（７）定期点検整備の実施違反（３ヶ月点検）（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第１３条、道路運送車両法第４８条）、
（８）社会保険等加入義務違反（貨物事業者運送事業法第２５条第２
項）

10 10

貨物 2019 4 12

有限会社マルマサ運送
（法人番号
8120002042269）代表
者具志堅政則

大阪府大阪市東住吉区
住道矢田６丁目９番１
１号

本社

大阪府大阪市東
住吉区住道矢田
６丁目９番１１
号

輸送施設の使用停止
（８０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年６月１２日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。９
件の違反が認められた。（１）乗務時間等の告示の遵守違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第３条第４項）、（２）健康状態の把握義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第６項）、（３）点
呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条）、
（４）点呼の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
７条第５項）、（５）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第８条）、（６）運行記録計による記録義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第９条）、（７）運転者台帳の記載事
項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条の５第１項）、
（８）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第２３条第１項）、（９）運行管理者補助者の要件違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第１８条第３項）

8 8

貨物 2019 4 12
有限会社八代陸運(法人
番号3330002026552)
代表者柏木晃

熊本県八代市平山新町
4880

本社営業所
熊本県八代市平
山新町4870-1

輸送施設の使用停止
(30日車)、文書警告

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第17
条第1項、法第17条
第3項、法第17条第
4項

平成29年11月14日、監査実施。7件の違反が認められた。(1)健康状態
の把握義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」第
3条第6項)、(2)過積載運送(貨物自動車運送事業法第17条第3項)、(3)点
呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(4)乗務等の記録事項義
務違反(安全規則第8条)、(5)乗務時間等の基準の遵守違反(安全規則第3
条第4項)、(6)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、
(7)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)

3 3

タクシー 2019 4 12

株式会社津幡観光社（法
人番号９２２０００１０
１７６３２） 代表者中
本修次

石川県河北郡津幡町字
津幡二１３－３

かほく営業
所

石川県かほく市
宇野気ト１１５
－２

事業停止（３０日
間）

道路運送法第２３条
第１項、同法第２３
条第３項及び同法第
２７条第３項

平成３０年１０月４日、監査実施。３件の違反が認められた。（１）
運行管理者の選任違反（旅客自動車運送事業運輸規則第４７条の９第
１項）（２）運行管理者の選任解任届出違反（道路運送法第２３条第
３項）（３）整備管理者選任（変更）の未届出、虚偽届出（道路運送
車両法第５２条）

30 30



タクシー 2019 4 12

大宝タクシー株式会社
(法人番号
9120001006819)代表者
宝上富之

大阪府大阪市住之江区
北加賀屋5丁目5番28号

本社
大阪府大阪市住
之江区北加賀屋5
丁目5番28号

輸送施設の使用停止
(10日車)

道路運送法第27条3
項

平成31年2月12日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。(1)運
転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条1
項)

1 1

タクシー 2019 4 12
日本交通株式会社(法人
番号8120001049042)代
表者澤志郎

大阪府大阪市西区新町3
丁目14番13号

本社
大阪府大阪市西
区新町3丁目16番
26号

輸送施設の使用停止
(10日車)

道路運送法第27条3
項

平成31年2月12日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。(1)運
転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条1
項)

1 1

タクシー 2019 4 12

双葉タクシー株式会社法
人番号（２２５０００１
０１１６３０）代表者池
村剛彦

山口県岩国市川西４丁
目５－５

本社営業所
山口県岩国市川
西４丁目５－５

輸送施設の使用停止
（１００日車）及び
文書警告

道路運送法第１５条
第１項、第３項、第
４項及び第２７条第
３項

情報提供を端緒として、平成２９年１１月８日、同年１２月８日及び
平成３０年１月１５日に監査を実施。１０件の違反が認められた。
（１）事業計画の変更認可違反（車庫）（道路運送法（以下運送法）
第１５条第１項）（２）事業計画の事前変更届出違反（事業用自動車
の数）（運送法第１５条第３項）（３）事業計画の事後変更届出違反
（営業所の位置）（運送法第１５条第４項）（４）乗務時間等告示の
遵守違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下運輸規則）第２１条第
１項）（５）健康状態の把握義務違反（運輸規則第２１条第５項）
（６）点呼の実施義務違反（運輸規則第２４条第１項及び第２項）
（７）乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第２５条第３項）（８）
運転者に対する指導監督義務違反（運輸規則第３８条第１項）（９）
特定の運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第３８条第２
項）（１０）特定の運転者に対する指導監督義務違反（運輸規則第３
８条第２項）

10 10

タクシー 2019 4 12

三光タクシー有限会社
(法人番号
5320002015208) 代表
者矢野公一

大分県杵築市大字南杵
築1741-3

本社営業所
大分県杵築市南
杵築1719-1

輸送施設の使用停止
(20日車)､文書警告、
文書勧告

道路運送法(以下｢
法｣)第20条､法第23
条第3項､法第27条第
3項､道路運送車両法
第52条

平成30年度12月5日､監査実施｡10件の違反が認められた｡(1)営業区域外
運送（道路運送法(以下「法」)第20条）､(2)運行管理者の選任（解任）
未届出違反（法第23条第3項）､(3)乗務等の記録事項義務違反（旅客自
動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第25条）､(4)乗務時間等の基
準の遵守違反（運輸規則第21条第1項）､(5)指導主任者の届出義務違反
(運輸規則第68条第1項第3号)､(6)指導主任者の転任（退任）届出義務違
反(運輸規則第68条第1項第4号)､(7)運転者に対する指導監督違反（運輸
規則第38条第1項）､(8)特定運転者に対する特別な指導監督違反（運輸
規則第38条第2項）､(9)特定運転者に対する適性診断受診義務違反（運
輸規則第38条第2項）､(10)整備管理者の選任（変更）未届出違反（運
輸規則第45条、道路運送車両法第52条）

2 2

貸切バス 2019 4 12

有限会社KRB観光バス
（法人番号
8180302025604） 代
表者大河原勝也

愛知県豊田市花沢町上
行田１４番地

本社
愛知県豊田市花
沢町上行田１３
番地

事業停止（２６日
間）及び文書警告

道路運送法（以下
「法」）第９条の２
第１項、法第２７条
第３項、法第９４条
第１項

平成３１年１月２３日及び平成３１年１月２４日、監査方針に基づい
て監査実施。１９件の違反が認められた。（１）運賃料金の適正収受
違反（法第９条の２第１項）、（２)事業計画変更事前届出違反（法第
１５条第３項）、（３）運行管理者に対する権限付与義務違反（法第
２３条の５第２項）、（４）手数料等の額を記載した書類の保存義務
違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下、「運輸規則」）第７条の
２第３項）、（５）運送引受書の記載不備（運輸規則第７条の２第１
項）、（６）点呼の記録記載不備（運輸規則第２４条第５項）、
（７）点呼の記録改ざん（運輸規則第２４条第５項）、（８）乗務等
の記録保存義務違反（運輸規則第２５条第２項）、（９）乗務等の記
録改ざん（運輸規則第２５条第４項）、（１０）運行記録計による記
録保存義務違反（運輸規則第２６条第１項）、（１１）運行記録計に
よる記録改ざん（運輸規則第２６条第１項）、（１２）運行指示書の
保存義務違反（運輸規則第２８条の２第２項）、（１３）乗務員台帳
の記載不備（運輸規則第３７条第１項）、（１４）定期点検整備の実
施違反（運輸規則第４５条第１号）、（１５）整備管理者に対する権
限付与義務違反（運輸規則第４５条）、（１６）無車検運行（運輸規
則第４５条）、（１７）運行管理規程の記載不備（運輸規則第４８条
の２第１項）、（１８）複数書類の管理不適切（運輸規則第６９
条）、（１９）虚偽の報告（法第９４条第１項）

68 52

貸切バス 2019 4 12

有限会社KRB観光バス
（法人番号
8180302025604） 代
表者大河原勝也

愛知県豊田市花沢町上
行田１４番地

瀬戸
愛知県瀬戸市広
之田町２１７番
地１

輸送施設の使用停止
（１００日車）及び
文書警告

道路運送法（以下
「法」）第９条の２
第１項

平成３１年１月２５日、監査方針に基づいて監査実施。８件の違反が
認められた。（１）運賃料金の適正収受違反（法第９条の２第１
項）、（２）事業計画変更事前届出違反（法第１５条第３項）、
（３）運送引受書の記載不備（旅客自動車運送事業運輸規則（以下
「運輸規則」）第７条の２第１項）、（４）手数料等の額を記載した
書類の保存義務違反（運輸規則第７条の２第３項）、（５）点呼の記
録記載不備（運輸規則第２４条第５項）、（６）乗務員台帳の作成義
務違反（運輸規則第３７条第１項）、（７）乗務員台帳の記載不備
（運輸規則第３７条第１項）（８）運行管理規定の制定事項不適切
（運輸規則第４８条の２第１項）

68 10

貨物 2019 4 15
西光運輸株式会社（法人
番号5120001157632）
代表者西光彰男

大阪府門真市殿島町２
０－１０

本社
大阪府門真市殿
島町２０－１０

輸送施設の使用停止
（３０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項

平成３０年７月５日、死亡事故を引き起こしたことを端緒に監査を実
施。６件の違反が認められた。（１）乗務時間等の告示の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第４項）、（２）点呼の実
施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条）、（３）点呼
の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第５
項）、（４）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第８条）、（５）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第１０条第１項）、（６）運行管理者補助者の要
件違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１８条第３項）

3 3

貨物 2019 4 15
寺口運送株式会社（法人
番号5120101004858）
代表者寺口武克

大阪府堺市南区豊田５
８０番地

本社
大阪府堺市南区
豊田５８０番地

輸送施設の使用停止
（６０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年４月２６日、労働局からの通報を端緒に監査を実施。２件
の違反が認められた。（１）乗務等の記録義務違反（不実記載）（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第８条）、（２）運行記録計による記
録義務違反（不実記録）（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条）

6 6

貨物 2019 4 15
有限会社河崎運送(法人
番号7340002025178)
代表者森田茂利

鹿児島県鹿屋市名貫町
3638-2

本社営業所
鹿児島県鹿屋市
名貫町3638-2

輸送施設の使用停止
(90日車)､文書警告

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第17
条第1項、法第17条
第4項

平成30年11月2日、監査実施。9件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規
則」)第3条第4項)、(2)乗務時間等の基準なお書き違反(安全規則第3条
第4項)、(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(4)点呼の記録義務
違反(安全規則第7条第5項)、(5)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7
条第5項)、(6)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(7)運行指
示書に係る（作成、指示、携行）義務違反(安全規則第9条の3第1項)、
(8)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(9)運転者に
対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反(安全規則第10条第
1項)

9 9

貨物 2019 4 15
有限会社仙美青果(法人
番号5340002012401)
代表者長谷達雄

鹿児島県鹿児島市錦江
台3-23-13

本社営業所
鹿児島県鹿児島
市東開町11-1

輸送施設の使用停止
(60日車)､文書警告

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第17
条第1項、法第17条
第4項

平成30年11月9日､監査実施｡9件の違反が認められた｡(1)運転者台帳の
記載事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」
第9条の5第1項)､(2)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)､(3)点呼の記
録義務違反(安全規則第7条第5項)､(4)乗務等の記録事項義務違反(安全
規則第8条)､(5)運行指示書に係る（作成、指示、携行）義務違反(安全
規則第9条の3第1項)､(6)運行指示書の記載事項義務違反(安全規則第9条
の3第1項)､(7)乗務時間等の基準の遵守違反(安全規則第3条第4項)､(8)
運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)､(9)運転者に対す
る指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反(安全規則第10条第1項)

6 6



タクシー 2019 4 15
株式会社中銘国際（法人
番号1120001191569)代
表者于詩源

大阪府大阪市中央区上
本町西1丁目2－14

平林南
大阪府大阪市住
之江区新北島7丁
目1－79-101室

文書警告
道路運送法第27条第
3項

平成31年2月20日、新規許可を端緒に監査を実施。3件の違反が認めら
れた。（1）点呼の実施義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則(以
下、「運輸規則」)第24条第1項、第2項）、（2）点呼の記録事項義務
違反（運輸規則第24条第5項）、（3）定期点検整備の実施義務違反
（運輸規則第45条、道路運送車両法第48条）

0 0

貸切バス 2019 4 15
有限会社ＣＯＮＥＲ（法
人番号4140002060371)
代表者橋本剛志

兵庫県西宮市津門飯田
町4番19号

大阪営業所
大阪府大阪市大
正区小林西2丁目
9－1

文書警告
道路運送法第27条第
3項

平成31年3月19日、新規許可を端緒に監査を実施。2件の違反が認めら
れた。（1）点呼の記録事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則
（以下「運輸規則」）第24条第5項）、（2）乗務員台帳の記載事項義
務違反（運輸規則第37条第1項）

0 0

貨物 2019 4 16

株式会社佐戸レッカー
（法人番号
1013101005667）代表
者佐戸幸一

東京都あきる野市雨間
４６８－２

本社

東京都青梅市新
町５－２３－７
（旧：東京都あ
きる野市雨間４
６８－２）

輸送施設の使用停止
（210日車）、輸送の
安全確保命令

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年10月16日、監査
を実施。13件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）疾病のおそれ
のある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（3）点
呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、
（4）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
8条第1項）、（5）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第9条）、（6）運転者に対する指導監督違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（7）初任・高齢運転者に
対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項）、（8）初任・高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（9）整備管理者の研修受
講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第15条）、（10）運行
管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条
第1項）、（11）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9
条第1項）、（12）事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9
条第3項）、（13）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2
条）

21 21

貨物 2019 4 16

阿久津運送有限会社（法
人番号
8050002017253）代表
者阿久津和司

茨城県結城郡八千代町
大字村貫５３－１

本社
茨城県結城郡八
千代町大字村貫
５３－１

輸送施設の使用停止
（170日車）、輸送の
安全確保命令

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年9月28日、監査を
実施。12件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）疾病のおそれのあ
る乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（3）点呼の
実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（4）運
行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9
条）、（5）運行指示書による作成義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第9条の3）、（6）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（7）初任・高齢運転者に対
する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、
（8）初任・高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第10条第2項）、（9）整備管理者の研修受講義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第15条）、（10）運行管理者
の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1
項）、（11）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第
1項）、（12）事業計画事後届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3
項）

17 17

貨物 2019 4 16

株式会社湘南運輸サービ
ス（法人番号
6021001047048）代表
者佐野文明

神奈川県秦野市堀山下
１９０－１

本社
神奈川県秦野市
堀山下１９０－
１

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年10月22日、監査
を実施。7件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）疾病のおそれ
のある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（3）点
呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、
（4）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第9条）、（5）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第1項）、（6）初任運転者に対する適性診断受診
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（7）定
期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条）

6 6

貨物 2019 4 16
株式会社オアシス（法人
番号4040001021599）
代表者村木直人

千葉県鎌ヶ谷市新鎌ヶ
谷３－４－６

さいたま

埼玉県さいたま
市岩槻区江川土
地区画整理事業
施行地区内１５
街区１画地

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平成30年9月
13日、監査を実施。1件の違反が認められた。（1）運転者に対する指
導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2019 4 16
有限会社三晃運輸（法人
番号6030002117783）
代表者髙橋利光

埼玉県行田市大字上池
守字畑通６１５

本社
埼玉県行田市大
字上池守字畑通
６１５

輸送施設の使用停止
（285日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第13条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年8月10日及び同年
8月27日、監査を実施。9件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示
の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）点
呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、
（3）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第9条）、（4）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第1項）、（5）高齢運転者に対する指導監督違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（6）高齢運転者
に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
10条第2項）、（7）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第13条）、（8）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送
事業法第9条第1項）、（9）事業の健全な発達を阻害する競争のうち社
会保険等に未加入のもの（貨物自動車運送事業法第25条第2項）

29 29

貨物 2019 4 16
株式会社三英運輸（法人
番号2030001073156）
代表者簗田英敏

埼玉県川口市南鳩ヶ谷
２－１９－２３

埼玉
埼玉県川口市上
青木２－２１－
１０

輸送施設の使用停止
（160日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年8月23日、監査を
実施。12件の違反が認められた。（1）疾病のおそれのある乗務（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（2）点呼の実施義務違反
等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（3）乗務等の記録事
項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（4）運
行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9
条）、（5）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第1項）、（6）初任・高齢運転者に対する指導監督違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（7）初任・高齢
運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第2項）、（8）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第13条）、（9）整備管理者の研修受講義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第15条）、（10）運行管理者の講習受
講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項）、（11）
事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、
（12）事業計画事後届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）

16 16
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関東シティフレイト株式
会社（法人番号
9030001070782）代表
者平子隆生

埼玉県東松山市大字石
橋字沖仲８０１－１

本社
埼玉県東松山市
大字石橋字沖仲
８０１－１

輸送施設の使用停止
（55日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年9月14日、監査を
実施。5件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）点呼の実施義務違
反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（3）運転者に対す
る指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、
（4）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13
条）、（5）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1
項）

6 6
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篠﨑運送有限会社（法人
番号2012402018971）
代表者篠﨑雅也

東京都三鷹市新川４－
１４－２

本社
東京都三鷹市新
川４－１４－２

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年9月27日及び同年
１１月８日、監査を実施。６件の違反が認められた。（1）乗務時間等
告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、
（2）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条）、（3）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第8条第1項）、（4）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第10条第1項）、（5）高齢運転者に対する指導監
督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（6）高齢
運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第2項）

6 6
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セイナン運輸株式会社
（法人番号
9011702011531）代表
者江尻利之

東京都江戸川区春江町
５－２－１７７

本社
東京都江戸川区
東瑞江２－２２
－５９

輸送施設の使用停止
（55日車）

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

無車検運行があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、平成30
年4月19日、同年5月10日及び同年12月12日、監査を実施。10件の違反
が認められた。（1）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第13条）、（2）整備管理者の選任（解任）未届出違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第13条、道路運送車両法第52条）、
（3）整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第15条）、（4）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第23条第1項）、（5）運行管理者の選任（解任）未届
出違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条）、（6）事業計画の
変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、（7）事業計画事
前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）、（8）事業計画事後
届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）、（9）事業計画事後届
出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）、（10）報告義務違反
（貨物自動車運送事業報告規則第2条）

6 6
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會澤運送株式会社（法人
番号6050001026959）
代表者會澤政貴

茨城県常陸大宮市上大
賀２１３５

本社
茨城県常陸大宮
市上大賀字反町
２１３５

輸送施設の使用停止
（50日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

死亡事故を引き起こしたことを端緒として平成30年10月11日、監査を
実施。8件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）点呼の実施義務違
反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（3）運転者に対す
る指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、
（4）事故惹起運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第2項）、（5）事故惹起運転者に対する適性診断受診
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（6）事
業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、（7）事
業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）、（8）報告
義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）

5 5
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株式会社イワタレッカー
（法人番号
1030001092958）代表
者岩田郁郎

埼玉県秩父郡長瀞町大
字長瀞７６６－２

群馬
群馬県藤岡市中
９５５－４

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第３２条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年5月31日、監査を
実施。1件の違反が認められた。（1）事業の無届出休止・廃止（貨物
自動車運送事業法第32条）

1 1
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横浜ネットワーク株式会
社（法人番号
2011101044370）代表
者田嵜訓章

東京都千代田区神田小
川町３－１１（旧：東
京都千代田区神田小川
町２－１－２シンコ－
ミュージックプラザ東
館７階）

本社
神奈川県横浜市
都筑区南山田町
４１８８－３

輸送施設の使用停止
（70日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

死亡事故を引き起こしたことを端緒として平成30年10月12日、監査を
実施。10件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）疾病のおそれのあ
る乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（3）点呼の
実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（4）乗
務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1
項）、（5）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第1項）、（6）初任・高齢運転者に対する指導監督違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（7）初任運転者
に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
10条第2項）、（8）整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第15条）、（9）運行管理者の講習受講義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項）、（10）報告義務違反
（貨物自動車運送事業報告規則第2条）

7 7
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有限会社沢井建設（法人
番号5130002029292）
代表者澤井裕治

京都府亀岡市千代川町
高野林西田２０番４７

本社
京都府亀岡市千
代川町高野林西
田２０番４７

輸送施設の使用停止
（２０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第３項

平成３１年１月21日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。１
件の違反が認められた。（１）過積載運送（貨物自動車運送事業法第
１７条第３項）

2 2
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株式会社舞妓ロジスティ
クス（法人番号
1130001008904）代表
者柏秀明

京都府京都市伏見区竹
田田中殿町９３番地

本社
京都府京都市伏
見区竹田田中殿
町９３番地

輸送施設の使用停止
（４０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項

平成３０年９月６日及び同年９月１１日、労働局からの通報を端緒に
監査を実施。５件の違反が認められた。（１）乗務時間等の告示の遵
守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第４項）、（２）健
康状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第６
項）、（３）点呼の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第７条第５項）、（４）点呼の記録事項義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第７条第５項）、（５）運転者台帳の記載事項義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条の５第１項）

4 4
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株式会社有田中央運送
（法人番号
4170001007585）代表
者山中均

和歌山県有田郡有田川
町大字下津野１２１３
番地１

本社

和歌山県有田郡
有田川町大字下
津野１２１３番
地１

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項

平成３０年７月１９日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。
４件の違反が認められた。（１）乗務時間等の告示の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第３条第４項）、（２）点呼の実施義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条）、（３）点呼の記録
事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第５項）、
（４）高齢運転者に対する運転適性診断受診義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第１０条第２項）

1 1
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藤岡物流株式会社（法人
番号4140001044763）
篠田義友

兵庫県加古郡稲美町国
岡３－３６－１１

本社
兵庫県加古郡稲
美町国岡３－３
６－１１

輸送施設の使用停止
（２０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項

平成３０年４月１９日、労働局からの通報を端緒に監査を実施。３件
の違反が認められた。（１）乗務時間等の告示の遵守違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第３条第４項）、（２）点呼の実施義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条）、（３）点呼の記録事項
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第５項）

2 2
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八家運送有限会社（法人
番号9140002051317)代
表者川﨑博康

兵庫県姫路市木場前七
反町３９番地

本社
兵庫県姫路市木
場前七反町３９
番地

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項

平成３０年５月１５日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実
施。２件の違反が認められた。（１）乗務時間等の告示の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第４項）、（２）乗務等の
記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第８条）

1 1
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有限会社山平運送法人番
号（８２８０００２００
８７２５）代表者山平正
典

島根県浜田市宇野町１
５１１－２

浜田営業所
島根県浜田市宇
野町１５１１－
２

輸送施設の使用停止
（３０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項及
び第４項

情報提供を端緒として、平成３０年１１月１５日に監査を実施。２件
の違反が認められた。（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則（以下安全規則）第３条第４項）（２）運行指
示書の記載事項義務違反（安全規則第９条の３第１項）

3 3
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合名会社日光タクシー
（法人番号：
9360003005175） 代
表社員 仲地幸男

沖縄県宮古島市伊良部
字国仲６６番地

本社営業所
沖縄県宮古島市
伊良部字国仲６
６番地

輸送施設に使用停止
（１１０日車）

道路運送法第２７条
第３項、道路運送車
両法第５２条

平成３０年１１月１日、長期未実施であることを端緒に監査を実施。
６件の違反が認められた。１．点呼の実施義務違反（運輸規則第２４
条第１項、第２項）２．点呼の記録義務違反（運輸規則第２４条第５
項）３．乗務等の記録違反（運輸規則第２５条第３項、第４項）４．
「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及
び監督の指針」による運転者に対する指導監督義務違反（運輸規則第
３８条第１項）５．運転者に対する指導監督告示による運転者に対す
る特別な指導及び適正診断受診義務違反（運輸規則第３８条第２項）
６．整備管理者の選任（変更）の未届出、虚偽届出（運輸規則第４５
条）

11 11
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合名会社日光タクシー
（法人番号：９３６００
０３００５１７５） 代
表社員 仲地幸男

沖縄県宮古島市伊良部
字国仲６６番地

本社営業所
沖縄県宮古島市
伊良部字国仲６
６番地

輸送施設の使用停止
（１１０日車）

道路運送法（以下
「法」）第２７条第
３項、法第５２条

平成３０年１１月１日、長期未実施であることを端緒に監査を実施。
６件の違反が認められた。（１）点呼の実施義務違反（旅客自動車運
送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第２４条第１項、第２項）、
（２）点呼の記録義務違反（運輸規則第２４条第５項）、（３）乗務
等の記録違反（運輸規則第２５条第３項、第４項）、（４）「旅客自
動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の
指針」による運転者に対する指導監督義務違反（運輸規則第３８条第
１項）、（５）運転者に対する指導監督告示による運転者に対する特
別な指導及び適正診断受診義務違反（運輸規則第３８条第２項）、
（６）整備管理者の選任（変更）の未届出、虚偽届出（運輸規則第４
５条）

11 11
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株式会社ワイズリゾート
(法人番号
1360001020695）代表
者山城政作

沖縄県糸満市字米須
1821-2

ワイズリ
ゾート営業
所

沖縄県糸満市字
真栄里2037-1ボ
ヌール真栄里1-1

輸送施設の停止(130
日車)、文書警告

道路運送法(以下
「法」)第27条第3項

平成30年11月20日、新規許可を受けたことを端緒に監査実施。7件の違
反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(法第16条第1項)、(2)点
呼の実施義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第
24条第1項、2項)、(3)点呼記録の不実記載(運輸規則第24条第5項)、(4)
乗務員台帳作成義務違反(運輸規則第37条第1項)、(5)乗務員台帳の記載
事項等の不備(運輸規則第37条第1項)、(6)運転者に対する指導監督義務
違反(運輸規則第38条第1項)、(7)初任運転者に対する特別な指導の実施
義務違反(運輸規則第38条第2項)

13 13

タクシー 2019 4 16
漫時光株式会社（法人番
号8360001020210）代
表者孫佳?

沖縄県宜野湾市大謝名1
丁目16番2号天久アパー
ト103号

本店営業所

沖縄県宜野湾市
大謝名1丁目16番
2号天久アパート
103号

輸送施設の停止(10日
車)、文書警告

道路運送法第27条第
3項

平成30年11月27日、新規許可を受けたことを端緒に監査実施。5件の違
反が認められた。(1）点呼記録の記載事項の不備(旅客自動車運送事業
運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第5項)、(2)点呼の記録義務違反(運
輸規則第24条第5項)、(3)乗務等の記録の記録事項不備(運輸規則第25条
第3項、第4項)、(4)乗務員台帳の記載事項等の不備(運輸規則第37条第1
項)、(5)初任運転者に対する特別な指導の実施義務違反(運輸規則第38
条第2項)

1 1

乗合バス 2019 4 16

九十九里鉄道株式会社
（法人番号：
4040001057172） 代
表者 早野 榮一

千葉県東金市田間25
九十九里鉄
道東金営業
所

千葉県東金市田
間25

輸送施設の使用停止
（20日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第24条

平成30年7月23日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。4
件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送
事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第21条第1項)､(2)点呼の実施等義務違反
(運輸規則第24条)､(3)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38
条第1項)､(4)運行管理補助者の要件違反(運輸規則第47条の9第3項)

2 2

乗合バス 2019 4 16

大阪シティバス株式会社
（法人番号
6120001048830）代表
者有馬宏尚

大阪府大阪市西区九条
南1丁目12番62号

中津
大阪府大阪市北
区中津6丁目9番
32号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

平成31年1月21日、法令違反の疑いを端緒に監査を実施。1件の違反が
認められた。（1）運転者に対する指導監督義務違反〈旅客自動車運送
事業運輸規則第38条第1項〉

0 0

貸切バス 2019 4 16

ミヤコバス株式会社（法
人番号：
1021001014119） 代
表者 鈴木誠

神奈川県相模原市中央
区上溝2390-1

本社営業所
神奈川県相模原
市中央区上溝
2390-1

輸送施設の使用停止
（60日車）

道路運送車両法第58
条第1項

平成30年12月14日、法令違反の疑いがあることを端緒として監査を実
施。1件の違反が認められた。(1)無車検運行(道路運送車両法第58条第
1項)

6 6

貸切バス 2019 4 16

北群馬自動車株式会社
（法人番号：
5070001017593） 代
表者 齊藤三郎

群馬県渋川市半田3445-
2

本社営業所
群馬県渋川市半
田3445-2

文書警告（処分日車
数20日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3.(6)
による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第5
項

平成31年1月21日、定期的な監査を実施。3件の違反が認められた。(1)
疾病のおそれのある乗務(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規
則｣)第21条第5項)､(2)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38
条第1項)､(3)報告義務違反(道路運送法第94条第1項)

2 2

貸切バス 2019 4 16

株式会社家康コーポレイ
ション（法人番号：
9010401098491） 代
表取締役海江田 司

福岡県大野城市仲畑一
丁目７番１４号

沖縄営業所
沖縄県豊見城市
与根４９６ １
－Ｄ

文書警告（処分日車
数10日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
（6）による）

道路運送法第２７条
第３項

平成31年2月19日、継続的な監視が必要な事業者であることを端緒に監
査実施。2件の違反が認められた。 (1)運転者に対する指導監督義務違
反（旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」）第38条第1
項）、(2)運転者に対する指導及び監督に係る記録の記載事項等の不備
(運輸規則第38条第1項)

27 1

貸切バス 2019 4 16

パイオニアリゾートバス
合同会社（法人番号：
1360003007757） 代
表社員榮山恵二

沖縄県豊見城市与根４
９６ ３－Ｄ

本社営業所
沖縄県豊見城市
与根４９６ ３
－Ｄ

文書警告（処分日車
数50日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
（6）による）

道路運送法（以下
「法」）第２３条３
項、法第２７条第３
項、法第９４条第１
項

平成31年1月16日、継続的な監視が必要な事業者であることを端緒に監
査実施。6件の違反が認められた。(1)運行管理者の解任届出違反(法第
23条第3項)、(2)点呼の実施義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以
下「運輸規則」)第24条第1項、第2項、第3項)、(3)運転者に対する指導
監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(4)運転者に対する指導及び監督
に係る記録の作成・保存義務違反(運輸規則第38条第1項)、(5)運行管理
補助者選任届出違反(運輸規則第68条)、(6)事業報告書の報告義務違反
(法第94条第1項)

11 5

貨物 2019 4 17
株式会社開道（法人番号
７１００００１０２３６
６９） 代表者下村道明

長野県上田市塩川９３
１－３

本社営業所
長野県上田市藤
原田１７２－１
６

輸送施設の使用停止
（４０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項、
同法第１７条第４
項、同法第１８条第
１項及び同法第１８
条第３項

平成３０年７月４日、監査実施。１０件の違反が認められた。（１）
乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条
第４項）（２）点呼の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
７条第１項～第２項）（３）点呼の記録違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第７条第５項）（４）乗務等の記録違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第８条）（５）運行記録計による記録違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第９条）（６）運転者台帳（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第９条の５第１項）（７）補助者の要件違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第１８条第３項）（８）運行管理者の
選任（解任）の未届出、虚偽届出（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第１９条）

4 4

貨物 2019 4 17

共和運送株式会社（法人
番号３１００００１０１
５１１７） 代表者江本
源俊

長野県安曇野市穂高８
１６９－２

本社営業所
長野県安曇野市
穂高８１６９－
２

輸送施設の使用停止
（３０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項及
び同法第１７条第４
項

平成３０年１０月２２日、監査実施。７件の違反が認められた。
（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第３条第４項）（２）点呼の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第７条第１項～第３項）（３）点呼の記録違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第７条第５項）（４）乗務等の記録違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第８条）（５）運行記録計による記録違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条）（６）整備管理者の研修
受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１５条）

3 3



貨物 2019 4 17
大日産業株式会社（法人
番号8120101022155）
代表者加田賢治

大阪府堺市美原区丹上
２２９番地の２

本社
大阪府堺市美原
区丹上２２９番
地の２

輸送施設の使用停止
（１５５日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年５月２９日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。６
件の違反が認められた。（１）乗務時間等の告示の遵守違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第３条第４項）、（２）健康状態の把握義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第６項）、（３）点
呼の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第５
項）、（４）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第８条）、（５）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第１０条第１項）、（６）定期点検整備の実施違
反（３ヶ月点検）（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１３条、道路
運送車両法第４８条）

16 16

貨物 2019 4 17
有限会社太秦運輸（法人
番号4130002025061）
代表者川辺邦泰

京都府向日市寺戸町東
野辺４－６

本社
京都府向日市寺
戸町東野辺４－
６

輸送施設の使用停止
（７０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年６月１１日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。１
３件の違反が認められた。（１）事業計画変更認可違反（自動車車庫
の位置）（貨物自動車運送事業法第９条第１項）、（２）事業計画変
更認可違反（休憩・睡眠施設の位置）（貨物自動車運送事業法第９条
第１項）、（３）事業計画変更事後届出違反（主たる事務所の位置）
（貨物自動車運送事業法第９条第３項）、（４）事業計画変更事後届
出違反（営業所位置）（貨物自動車運送事業法第９条第３項）、
（５）健康状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
３条第６項）、（６）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第７条）、（７）点呼の記録義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第７条第５項）、（８）点呼の記録事項義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第７条第５項）、（９）乗務等の記録事
項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第８条）、（１０）運
転者台帳の記載事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９
条の５第１項）、（１１）高齢運転者に対する適性診断受診義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第２項）、（１２）定期
点検整備の実施違反（３ヶ月点検）（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第１３条、道路運送車両法第４８条）、（１３）整備管理者の研修
受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１５条）

7 7

貨物 2019 4 17

株式会社平安運輸倉庫
（法人番号
6160001012048）代表
者岸田隆

滋賀県高島市マキノ町
新保字風呂田８１６番
２

本社
滋賀県高島市マ
キノ町新保字風
呂田８１６番２

輸送施設の使用停止
（３０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第1項

平成３０年７月１１日及び同年７月２６日、法令違反の疑いがあるこ
とを端緒に監査を実施。４件の違反が認められた。（１）事業計画変
更認可違反（自動車車庫の位置）（貨物自動車運送事業法第９条第１
項）、（２）乗務時間等の告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第３条第４項）、（３）点呼の実施義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第７条）、（４）点呼の記録義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第７条第５項）

3 3

貨物 2019 4 17
今野急送有限会社（法人
番号4490002008187)代
表者今野典夫

高知県四万十市生ノ川
１２－１

本店営業所
高知県四万十市
生ノ川１２－１

輸送施設の使用停止
（２０日車)及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法第9条第1項、第
17条第1項、第4項

平成３１年２月７日、２月８日、死亡事故を端緒として監査を実施し
たところ、３件の違反が確認された。(1)自動車車庫の位置及び収容能
力に係る事業計画変更認可を受けていなかったこと（貨物自動車運送
事業法施行規則第2条第1項第4号）、(2)運転者の過労防止に関する措
置が不適切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度を超え、
また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があっ
たこと（安全規則第3条第4項）、(3)運転者に対する点呼の実施結果の
記録内容が不適切であったこと（安全規則第7条第5項）

2 2

貨物 2019 4 17
有限会社青和(法人番号
7330002019494) 代表
者藤岡妙子

熊本県熊本市北区植木
町鞍掛1592-1

本社営業所
熊本県熊本市北
区植木町舞尾
647-3

輸送施設の使用停止
(130日車)､文書警告

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第8
条第1項、法第11
条、法第17条第1
項、法第17条第4
項、法第60条第1項

平成30年12月4日、監査実施。18件の違反が認められた。(1)～（3）事
業計画(営業所・自動車車庫・休憩睡眠施設)に定めるところに従う義務
違反(貨物自動車運送事業法（以下「法」）第8条第1項)、(4)運送約款
の掲示違反(法第11条)、(5)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運
送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(6)乗務時間等の
基準なお書き違反(安全規則第3条第4項)、(7)疾病、疲労等のおそれの
ある乗務(安全規則第3条第6項)、(8)点呼の実施義務違反(安全規則第7
条)、(9)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(10)運行記録
計による記録義務違反(安全規則第9条)、(11)運行指示書に係る（作
成、指示、携行）義務違反(安全規則第9条の3第1項)、(12)運転者台帳
の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(13)運転者台帳の記載事項
義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(14)運転者に対する指導監督違反
(安全規則第10条第1項)、(15)運転者に対する指導監督の記録又は指導
監督の記録保存違反(安全規則第10条第1項)、(16)特定運転者に対する
特別な指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(17)特定運転者に対する
適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(18)報告義務違反(法第
60条第1項)

13 13

タクシー 2019 4 17

新花矢タクシー株式会社
（法人番号９４１０００
１００６９２１） 代表
者谷地田恒夫

秋田県大館市常盤木町
１２番２２号

花矢タク
シー営業所

秋田県大館市常
盤木町４４２

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

平成３０年１０月２日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として監
査を実施した結果、4件の違反が認められた。（１）点呼の記録事項義
務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第２４条
第５項）、（２）乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第２５条第３
項）、（３）乗務員台帳の作成義務違反（運輸規則第３７条第１
項）、（４）運転者に対する指導監督違反（運輸規則第３８条第１
項）

0 0

タクシー 2019 4 17

広島第一交通株式会社法
人番号（７２４０００１
０１４００２）代表者荒
木浩幸

広島県広島市西区草津
港１丁目９－５４

上安営業所
広島県広島市安
佐南区上安２丁
目１６４－２

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

１年以内における当該営業所に係る放置駐車違反件数が３件に達した
ことを端緒として、平成３１年４月１７日に監査を実施。１件の違反
が認められた。（１）運転者に対する指導監督義務違反（旅客自動車
運送事業運輸規則第３８条第１項）

0 0

貸切バス 2019 4 18 土屋 佳男
愛知県名古屋市西区枇
杷島

ＴＴ観光自
動車

愛知県犬山市
輸送施設の使用停止
（１３０日車）及び
文書警告

道路運送法第２７条
第３項

平成３０年１２月１４日、監査方針に基づいて監査実施。８件の違反
が認められた。（１）運送引受書の記載不備（旅客自動車運送事業運
輸規則（以下、「運輸規則」）第７条の２第１項）、（２）手数料等
の額を記載した書類の保存義務違反（運輸規則第７条の２第３項）、
（３）点呼の実施義務違反（運輸規則第２４条第１項及び第２項）、
（４）点呼の記録記載不備（運輸規則第２４条第５項）、（５）運行
指示書の記載不備（運輸規則第２８条の２第１項）、（６）乗務員台
帳の作成義務違反（運輸規則第３７条第１項）、（７）特定の運転者
に対する指導監督違反（運輸規則第３８条第２項）、（８）特定の運
転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第３８条第２項）

13 13



貨物 2019 4 19

陵北運輸株式会社（法人
番号１４３０００１０６
７５３１） 代表者山田
敦

北海道札幌市中央区北
四条西１２－１－２８
北４条ビル４階

新潟営業所
新潟県新潟市東
区古湊町３－２
２

輸送施設の使用停止
（５０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項及
び同法第１７条第４
項

平成３０年７月６日、監査実施。１２件の違反が認められた。（１）
乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条
第４項）（２）健康状態の把握違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第３条第６項）（３）点呼の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第１項～第３項）（４）点呼の記録違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第７条第５項）（５）乗務等の記録違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第８条）（６）指導監督告示による運転者
に対する指導及び監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０
条第１項）（７）指導監督告示による運転者に対する特別な指導及び
運転適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０
条第２項）（８）定期点検整備等の未実施（道路運送車両法第４８
条）（９）整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第１５条）（１０）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第２３条第１項）

5 5

貨物 2019 4 19
有限会社武東（法人番号
7120002073190）代表
者武井雅東

大阪府寝屋川市御幸東
町１番１号

本社
大阪府寝屋川市
御幸東町１番１
号

輸送施設の使用停止
（２０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第３項

平成３０年１０月２４日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実
施。１件の違反が認められた。（１）過積載運送（貨物自動車運送事
業法第１７条第３項）

2 2

貨物 2019 4 19
幸起運輸株式会社（法人
番号3122001002274)代
表者山本光夫

大阪府東大阪市川田３
－５－２８

本社
大阪府東大阪市
川田３－５－２
８

輸送施設の使用停止
（４０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項

平成３０年６月２１日及び同年７月２日、死亡事故を引き起こしたこ
とを端緒に監査を実施。７件の違反が認められた。（１）事業計画変
更認可違反（自動車車庫の位置）（貨物自動車運送事業法第９条第１
項）、（２）乗務時間等の告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第３条第４項）、（３）点呼の実施義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第７条）、（４）点呼の記録事項義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第７条第５項）、（５）乗務等の記録事
項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第８条）、（６）運転
者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条
第１項）、（７）運行管理者補助者の要件違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第１８条第３項）

4 4

貨物 2019 4 19
上野運輸株式会社（法人
番号6150001006926）
代表者猪井弘一

奈良県生駒郡平群町若
葉台５丁目８番１１号

本社
奈良県生駒郡平
群町若葉台５丁
目８番１１号

輸送施設の使用停止
（２５日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年７月２５日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。６
件の違反が認められた。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第７条）、（２）点呼の記録事項義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第７条第５項）、（３）乗務等の記録事項
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第８条）、（４）運転者
台帳の記載事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条の
５第１項）、（５）定期点検整備の実施違反（３ヶ月点検）（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第１３条、道路運送車両法第４８条）、
（６）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第２３条第１項）

3 3

貨物 2019 4 19 山本貴之
大阪府寝屋川市楠根南
町１１－５

山本総業
大阪府寝屋川市
楠根南町１１－
５

輸送施設の使用停止
（２０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第３項

平成３０年１１月５日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。
１件の違反が認められた。（１）過積載運送（貨物自動車運送事業法
第１７条第３項）

11 11

貸切バス 2019 4 19

篠小型交通株式会社（法
人番号
9130001046574）代表
者石田和男

京都府亀岡市篠町篠観
音芝9-48

篠本社
京都府亀岡市篠
町篠上西裏39-4

文書警告（処分日車
数50日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
（6）による）

道路運送法第27条第
3項

平成31年3月6日、法令違反の疑いを端緒として監査実施。2件の違反が
認められた。（1）運送引受書の記載事項義務違反（旅客自動車運送事
業運輸規則（以下「運輸規則」）第7条の2第1項）（2）健康状態の把
握義務違反（運輸規則第21条第5項）

14 5

貸切バス 2019 4 19

レインボー観光自動車株
式会社（法人番号
3210001010957）代表
取締役村田治夫

福井県三方上中郡若狭
町気山２３３号下谷川
８番地

本社

福井県三方上中
郡若狭町気山２
３３号下谷川８
番地

輸送施設の停止（１
２０日車）及び文書
警告

道路運送法（以下
「法」）第２０条、
法第２７条第３項

平成３０年１１月１５日、関係機関からの情報を端緒として監査実
施。４件の違反が認められた。（１）区域外運送（法第２０条）、
（２）運送引受書の交付義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以
下「運輸規則」９第７条の２第１項）、（３）運送引受書の記載不備
（運輸規則第７条の２第１項）、（４）報告義務違反（法第９４条第
１項）

12 12

貸切バス 2019 4 19 株式会社ワコーサービス
福井県敦賀市木崎５４
号１９番地１

本社
福井県敦賀市木
崎５４号１９番
地１

輸送施設の停止（１
３０日車）及び文書
警告

道路運送法（以下
「法」）第９条の２
第１項、法第２７条
３項

平成３０年１１日１４日、監査方針に基づいて監査実施。５件の違反
が認められた。（１）運賃収受不適切（法第９条の２第１項）、
（２）運送引受書の交付義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以
下「運輸規則」）第７条の２第１項）、（３）運送引受書の記載不備
（運輸規則第７条の２第１項）、（４）健康状態の把握義務違反（運
輸規則第２１条第５項）、（５）乗務員台帳の作成義務違反（運輸規
則第３７条第１項）

13 13

貨物 2019 4 22

丸平運輸倉庫株式会社
（法人番号
3120101042686）代表
者平 啓二郎

大阪府貝塚市脇浜４丁
目２番１３号

本社
大阪府貝塚市脇
浜４丁目２番１
３号

文書警告
貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

公安委員会からの道路交通法第１０８条の３４の規定に基づく通知件
数(放置行為)が過去１年以内に３件に達した。（1）運転者の指導監督
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第１項）

0 0

貨物 2019 4 22

株式会社トータル運輸法
人番号（３４３０００１
０３１６９１）代表者二
村哲史

北海道札幌市北区新琴
似町７７１－５

岡山営業所
岡山県倉敷市連
島町西之浦９４
７－１

輸送施設の使用停止
（２０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項及
び第４項

情報提供を端緒として、平成３０年１０月２６日及び同年１１月２７
日に監査を実施。４件の違反が認められた。（１）乗務時間等告示の
遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下安全規則）第３条
第４項）（２）点呼の記録事項義務違反（安全規則第７条第５項）
（３）乗務等の記録事項義務違反（安全規則第８条第１項）（４）運
転者台帳の記載事項義務違反（安全規則第９条の５第１項）

2 2

貨物 2019 4 22
有限会社明浜運送（法人
番号8500002012431)代
表者高間登

愛媛県西予市明浜町宮
野浦甲１６９３－３

本社営業所
愛媛県西予市明
浜町宮野浦甲１
６９３－３

輸送施設の使用停止
（２０日車)

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

平成３１年２月２７日、公安委員会からの通報を端緒として監査を実
施したところ、１件の違反が確認された。(1)過積載による運送の引き
受けを行っていたこと（貨物自動車運送事業法第17条第3項）

2 2

タクシー 2019 4 22

フジ交通株式会社（法人
番号７４３０００１０２
１１７７） 代表者香山
晴美）

北海道札幌市西区八軒
６条西３丁目１番７号

本社営業所
北海道札幌市西
区八軒６条西３
丁目１番７号

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第３８条第
１項

平成３１年４月１８日、公安委員会からの通報等を端緒として監査を
実施。１件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督違反
（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１項）

0 0

乗合バス 2019 4 22

株式会社ジャムジャムエ
クスプレス(法人番号
2011701016323)代表者
北村宣彦

東京都江戸川区船堀5-
11-20

関西営業所
兵庫県神戸市中
央区港島8丁目
11-5

輸送施設の使用停止
(10日車)

道路運送法第27条第
3項

平成30年11月12日、法令違反の疑いを端緒に監査を実施。2件の違反が
認められた。(1)運行記録計による記録義務違反(旅客自動車運送事業運
輸規則(以下、「運輸規則」)第26条第1項)、(2)運転者に対する指導監
督義務違反(運輸規則第38条第1項)

3 1

貸切バス 2019 4 22
株式会社平成バス（法人
番号6470001010623)代
表者村上一利

香川県観音寺市大野原
町大字花稲４３３－２
５

本社営業所
香川県観音寺市
大野原町大野原
５７８８－１

文書警告（処分日車
数40日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
（6）による）

道路運送法第27条第
3項、第94条第1項

平成３１年２月２６日、旅客自動車運送事業に関する監査方針に基づ
き監査を実施したところ、３件の違反が確認された。(1)新たに雇い入
れした運転者に対して事業用自動車の運行の安全を確保するために遵
守すべき事項についての特別な指導が不適切であったこと（運輸規則
第38条第2項）、(2)新たに雇い入れした運転者に対して法令で定めら
れた適性診断を受診させていなかったこと（運輸規則第38条第2項）、
(3)事業報告書及び輸送実績報告書の提出をしていなかったこと（道路
運送法第94条第1項）

13 4

貨物 2019 4 23

株式会社北関東陸送（法
人番号
1030001010531）代表
者松浦孝徳

埼玉県さいたま市北区
宮原町２－１８－１５
リラ第一ビル６Ｆ

本社
埼玉県上尾市大
字上野字本村７
５８－３

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

労働局からの通報を端緒として平成30年8月21日、監査を実施。5件の
違反が認められた。（1）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条）、（2）運転者に対する指導監督違反等（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（3）定期点検整備の実施
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条）、（4）事業計画の変
更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、（5）事業計画事後
届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）

4 4
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本木総業株式会社（法人
番号4011801025569）
代表者篠田和博

千葉県柏市逆井１１８
８－１２

本社

東京都足立区扇
２－３２－８エ
スポワール扇３
０６

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年11月2日及び同年
12月11日、監査を実施。7件の違反が認められた。（1）乗務時間等告
示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）
点呼の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5
項）、（3）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第8条第1項）、（4）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第9条）、（5）運転者に対する指導監督違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（6）定期点検整
備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条）、（7）報告
義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）

6 6

貨物 2019 4 23
山繁陸運株式会社（法人
番号2030001008582）
代表者山田繁喜

埼玉県さいたま市西区
大字西新井４７９－１

本社

埼玉県さいたま
市北区東大成町
１－５８４アイ
マウスビル３０
５

輸送施設の使用停止
（100日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年8月28日、監査を
実施。10件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）点呼の実施義務違
反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（3）運行指示書に
よる作成義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3）、
（4）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第10条第1項）、（5）初任・高齢運転者に対する指導監督違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（6）初任・高齢運転
者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第10条第2項）、（7）運行管理補助者の要件違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第18条第3項）、（8）事業計画の変更認可違反（貨物
自動車運送事業法第9条第1項）、（9）事業計画事後届出違反（貨物自
動車運送事業法第9条第3項）、（10）報告義務違反（貨物自動車運送
事業報告規則第2条）

10 10
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有限会社石崎輸送システ
ム（法人番号
1050002004349）代表
者石崎勝巳

茨城県東茨城郡城里町
御前山２３４

本社
茨城県東茨城郡
城里町御前山２
２１－６

輸送施設の使用停止
（130日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年11月7日及び同年
11月16日、監査を実施。12件の違反が認められた。（1）乗務時間等告
示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）
疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6
項）、（3）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第7条）、（4）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第8条第1項）、（5）運行記録計による記録義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第9条）、（6）運転者に対する指導監督違
反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（7）整備管
理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第15
条）、（8）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第23条第1項）、（9）運行管理補助者の要件違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第18条第3項）、（10）事業計画の変更認可違
反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、（11）事業計画事後届出違
反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）、（12）報告義務違反（貨物
自動車運送事業報告規則第2条）

13 13
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株式会社エスディーケー
（法人番号
9030001019433）代表
者松永弘一

埼玉県さいたま市岩槻
区加倉５－９－４０

本社

埼玉県さいたま
市岩槻区加倉５
－９－４０－１
０１

輸送施設の使用停止
（80日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年9月5日、監査を
実施。7件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）点呼の実施義務違
反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（3）運転者に対す
る指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、
（4）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13
条）、（5）運行管理補助者の要件違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第18条第3項）、（6）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送
事業法第9条第1項）、（7）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規
則第2条）

8 8
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有限会社ホシナ運送（法
人番号
3010102010232）代表
者保科稔

東京都八王子市大谷町
７８７－３

本社
東京都八王子市
大谷町７８７－
３

輸送施設の使用停止
（130日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年10月12日、監査
を実施。9件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）疾病のおそれ
のある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（3）点
呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、
（4）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
8条第1項）、（5）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第9条）、（6）運転者に対する指導監督違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（7）高齢運転者に対する
指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、
（8）高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第2項）、（9）報告義務違反（貨物自動車運送事
業報告規則第2条）

13 13
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有限会社コマツサポート
サービス（法人番号
1010102002710）代表
者小松英二

東京都八王子市千人町
２－８－８

本社
東京都日野市日
野台１－３－１
０

輸送施設の使用停止
（110日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年10月10日、監査
を実施。10件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）疾病のおそれ
のある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（3）点
呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、
（4）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
8条第1項）、（5）運行指示書による作成義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第9条の3）、（6）運転者に対する指導監督違反等（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（7）高齢運転者に対
する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、
（8）高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第2項）、（9）定期点検整備の実施違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第13条）、（10）運行管理補助者の要件違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項）

17 11
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練馬運送株式会社（法人
番号4011601005416）
代表者齊藤秀樹

東京都練馬区旭丘１－
６５－２０

茨城

茨城県つくばみ
らい市陽光台１
－１２８－１１
－３０２

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第13条

行政処分等を受けたにもかかわらず改善が認められないことを端緒と
して、平成30年11月2日及び同年11月6日、監査を実施。8件の違反が
認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第4項）、（2）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第7条）、（3）運転者に対する指導監督の記録違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（4）定期点検
整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条）、（5）整
備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第15
条）、（6）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第23条第1項）、（7）事業計画事後届出違反（貨物自動車運
送事業法第9条第3項）、（8）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告
規則第2条）

6 6
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株式会社根本運送（法人
番号2040001063651）
代表者根本勝雄

千葉県香取市本矢作１
１２２－３

本社
千葉県香取市本
矢作１１２２－
３

輸送施設の使用停止
（100日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがあることを端緒として、平成31年2月19日及び同年2
月22日、監査を実施。9件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示
の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）疾
病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6
項）、（3）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第7条）、（4）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第8条第1項）、（5）運行記録計による記録義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第9条）、（6）運行指示書による作成義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3）、（7）運転者に対
する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、
（8）高齢運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第2項）、（9）初任・高齢運転者に対する適性診断受診義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）

10 10
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西濃エキスプレス株式会
社（法人番号
1200001014903 ）代表
取締役根木 孝宜

岐阜県安八郡輪之内町
楡俣新田字中代２５３
－１

本社

岐阜県安八郡輪
之内町楡俣新田
字中代２５３－
１

輸送施設の使用停止
（４０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第４項

平成３０年１０月１１日、関係機関からの通報を端緒として監査実
施。３件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反
（貨物自動車運送事業安全規則（以下「安全規則」）第３条第４
項）、（２）点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１項及び第２
項）、（３）点呼の記録義務違反（安全規則第７条第５項）

4 4
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株式会社幸徳運輸（法人
番号4120901010858)代
表者土井原幸二

大阪府高槻市唐崎西２
丁目１５－１７

本社
大阪府高槻市唐
崎西２丁目１５
－１７

輸送施設の使用停止
（３０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項

平成３０年６月２６日及び同年７月１７日、労働局からの通報を端緒
に監査を実施。７件の違反が認められた。（１）乗務時間等の告示の
遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第４項）、（２）
点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条）、
（３）点呼の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
７条第５項）、（４）乗務等の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第８条）、（５）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第８条）、（６）運転者台帳の記載事項義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条の５第１項）、（７）運
行管理者の選任未届出違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１９
条）

3 3
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東和運輸株式会社法人番
号（７２６０００１００
４７１１）代表者梶川三
郎

岡山県岡山市南区福島
３丁目１３－５

本社営業所
岡山県岡山市南
区福島３丁目１
３－５

輸送施設の使用停止
（５０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項及
び第４項

死亡事故を惹起したことを端緒として、平成３０年７月２３日及び同
年８月３１日に監査を実施。７件の違反が認められた。（１）乗務時
間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下安全規
則）第３条第４項）（２）点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１
項、第２項及び第３項）（３）点呼の記録義務違反（安全規則第７条
第５項）（４）運転者台帳の記載事項義務違反（安全規則第９条の５
第１項）（５）運転者に対する指導監督の記録義務違反（安全規則第
１０条第１項）（６）特定の運転者に対する適性診断受診義務違反
（安全規則第１０条第２項）（７）運行管理者の講習受講義務違反
（安全規則第２３条第１項）

5 5
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森商運輸株式会社(法人
番号1290001041617)
代表者森﨑公夫

福岡県春日市白水池3-
96

本社営業所
福岡県糟屋郡志
免町田富3-11-18

輸送施設の使用停止
(80日車)、文書警告

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第8
条第1項、法17条第
1項、法第17条第4
項

平成30年10月4日、監査実施。10件の違反が認められた。(1)～(2)事業
計画(自動車車庫・配置車両数)に定めるところに従う義務違反(貨物自
動車運送事業法第8条第1項)、(3)運転者台帳の作成義務違反(貨物自動
車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第9条の5第1項)、(4)運転
者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(5)点呼の実施義
務違反(安全規則第7条)、(6)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第
5項)、(7)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(8)運行指示書
に係る（作成、指示、携行）義務違反(安全規則第9条の3第1項)、(9)乗
務時間等の基準の遵守違反(安全規則第3条第4項)、(10)特定運転者に対
する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)

8 8

タクシー 2019 4 23

アルピコタクシー株式会
社（法人番号４１０００
０１０１２６９９） 代
表者古田龍治

長野県松本市南松本１
－１－２５

松本営業所
長野県松本市南
松本１－１－２
５

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

平成３０年１２月２６日、監査実施。１件の違反が認められた。
（１）運転者に対する指導監督告示による運転者に対する指導監督義
務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１項）

0 0

タクシー 2019 4 23
日本交通株式会社（法人
番号5011501021982）
代表者 川鍋 一朗

東京都北区浮間五丁目
４番５１号３階１０６
号

千住第三営
業所

東京都足立区千
住関屋町１９－
２

文書警告 運送法第27条第3項
平成31年4月23日、公安委員会からの通知を端緒として調査を実施。1
件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動
車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

タクシー 2019 4 23
日本交通株式会社（法人
番号3011501015895）
代表者 川鍋 一朗

東京都北区浮間５－４
－５１ ４階１０２号

中央営業所
東京都中央区日
本橋兜町１－１
３

文書警告 運送法第27条第3項
平成31年4月23日、公安委員会からの通知を端緒として調査を実施。1
件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動
車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

タクシー 2019 4 23

株式会社東京タクシー
（法人番号
6011802028230） 代
表者 岡田 従容

東京都世田谷区深沢５
－２６－１３ ルミネ
等々力１０３

世田谷営業
所

東京都世田谷区
深沢５－２６－
１３

文書警告 運送法第27条第3項
平成31年4月23日、公安委員会からの通知を端緒として調査を実施。1
件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動
車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

乗合バス 2019 4 23

東急バス株式会社（法人
番号：
5013201004029） 代
表者 山口 哲生

東京都目黒区東山3-8-1 弦巻営業所
東京都世田谷区
弦巻4-29-23

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

平成31年1月9日及び平成31年1月22日、法令違反の疑いがあることを
端緒に監査を実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監
督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

貸切バス 2019 4 23

光英自動車株式会社（法
人番号：
1013101006764） 代
表者 水村英生

東京都八王子市加住町
1-82-1

本社営業所
東京都八王子市
加住町1-82-1

輸送施設の使用停止
(170日車)

道路運送法第9条の2
第1項

平成30年11月6日及び平成30年11月14日、定期的な監査を実施。6件の
違反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法(以下｢運
送法｣)第9条の2第1項)､(2)事業計画の事前変更届出違反(運送法第15条
第3項)､(3)疾病のおそれのある乗務(旅客自動車運送事業運輸規則(以下
｢運輸規則｣)第21条第5項)､(4)点呼の記録等義務違反(運輸規則第24条第
5項)､(5)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)､
(6)報告義務違反(運送法第94条第1項)

29 17

貸切バス 2019 4 23

グランヴェルジュクリエ
イト株式会社（法人番
号：3130001048312）
代表者 坂本雅彦

大阪府大阪市浪速区桜
川1-2-13

東京営業所
東京都台東区清
川2-12-12

文書警告
道路運送法第38条第
1項

平成31年2月25日及び平成31年3月8日、新規許可を受けたことを端緒
に監査を実施。1件の違反が認められた。(1)事業の休止の未届出(道路
運送法第38条第1項)

0 0



貨物 2019 4 24

テラテクニカル株式会社
（法人番号
5070001028062）代表
者影山力也

群馬県高崎市綿貫町１
４７５番地１高軽１０
３号

本社
群馬県高崎市鶴
見町６－６山内
ビル２－２号室

事業停止（30日
間）、輸送施設の使
用停止（185日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年5月11日、監査を
実施。12件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）乗務時間等告示な
お書きの遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、
（3）健康状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3
条第6項）、（4）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第7条）、（5）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第10条第1項）、（6）初任運転者に対する適性診
断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、
（7）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13
条、道路運送車両法第48条第1項）、（8）整備管理者の研修受講義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第15条）、（9）運行管理者の
講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項）、
（10）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1
項）、（11）事業計画事後届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3
項）、（12）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

49 49

貨物 2019 4 24

有限会社津下建材法人番
号（５２６０００２００
６４８５）代表者津下雅
江

岡山県岡山市北区御津
野々口１１９４－１

本社営業所
岡山県岡山市北
区御津国ケ原２
７４－１

輸送施設の使用停止
（２０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

情報提供を端緒として、平成３０年４月２０日及び同年９月２６日に
監査を実施。６件の違反が認められた。（１）点呼の記録事項義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下安全規則）第７条第５
項）（２）乗務等の記録事項義務違反（安全規則第８条第１項）
（３）運転者台帳の記載事項義務違反（安全規則第９条の５第１項）
（４）特定の運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第１０
条第２項）（５）特定の運転者に対する指導監督義務違反（安全規則
第１０条第２項）（６）運行管理者の講習受講義務違反（安全規則第
２３条第１項）

2 2

貨物 2019 4 24
株式会社丸五運送(法人
番号2340001003998)
代表者森田一征

鹿児島県鹿児島市谷山
港3-1-14

本社営業所
鹿児島県鹿児島
市谷山港3-1-14

輸送施設の使用停止
(10日車)

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

平成30年11月22日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)過積載運
送(貨物自動車運送事業法第17条第3項)

1 1

タクシー 2019 4 24

有限会社ユニオン交通
（法人番号３４１０００
２００９１８５） 代表
者谷地田恒夫

秋田県大館市字新町２
３番地３

秋南タク
シー営業所

秋田県横手市十
文字町字大道東
５２－７

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

平成３０年１１月７日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、1
件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督違反（旅客自
動車運送事業運輸規則第３８条第１項）

0 0

タクシー 2019 4 24

つばめ交通株式会社（法
人番号
4011802015866） 代
表者 川上 博

東京都足立区鹿浜５－
６－５

本社営業所
東京都足立区鹿
浜５－６－５

文書警告 運送法第27条第3項
平成31年4月24日、公安委員会からの通知を端緒として調査を実施。1
件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動
車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

タクシー 2019 4 24

コンドルタクシー株式会
社（法人番号
7011601004497） 代
表者 岩田 将克

東京都練馬区桜台３－
９－８

本社営業所
東京都練馬区桜
台３－９－８

文書警告 運送法第27条第3項
平成31年4月24日、公安委員会からの通知を端緒として調査を実施。1
件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動
車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

タクシー 2019 4 24

キング交通株式会社（法
人番号
7011801016912） 代
表者 太田 政男

東京都足立区花畑６－
３７－９

本社営業所
東京都足立区花
畑６－３７－９

文書警告 運送法第27条第3項
平成31年4月24日、公安委員会からの通知を端緒として調査を実施。1
件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動
車運送事業運輸規則第38条第1項)

4 0

タクシー 2019 4 24

国際ハイヤー株式会社
（法人番号
1010401090687） 代
表者 加藤 寛治

東京都港区赤坂２丁目
８番６号

第一支店営
業所

東京都千代田区
丸の内２－４－
１

文書警告 運送法第27条第3項
平成31年4月24日、公安委員会からの通知を端緒として調査を実施。1
件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動
車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

タクシー 2019 4 24

国際ハイヤー株式会社
（法人番号
1010401090687） 代
表者 加藤 寛治

東京都港区赤坂２丁目
８番６号

第二支店営
業所

東京都品川区西
品川１－６－３
１

文書警告 運送法第27条第3項
平成31年4月24日、公安委員会からの通知を端緒として調査を実施。1
件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動
車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

乗合バス 2019 4 24

八晃運輸株式会社法人番
号（５２６０００１００
５３８９）代表者成石敏
昭

岡山県岡山市中区倉益
３６３－２

岡山営業所
岡山県岡山市南
区藤田字錦５６
４－２０６

輸送施設の使用停止
（１０日車）及び文
書警告

道路運送法第２７条
第３項

当該事業者が新規許可を受けたことを端緒として、平成３０年３月２
２日及び同年３月３０日に監査を実施。７件の違反が認められた。
（１）健康状態の把握義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下
運輸規則）第２１条第５項）（２）点呼の記録事項義務違反（運輸規
則第２４条第５項）（３）乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第２
５条第１項）（４）運行表の記載事項義務違反（運輸規則第２７条第
２項）（５）乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第３７条第１
項）（６）運転者に対する指導監督義務違反（運輸規則第３８条第１
項）（７）定期点検整備の実施違反（道路運送車両法第４８条）

1 1

貨物 2019 4 25

芙蓉運送株式会社（法人
番号１１００００１００
３０４９） 代表者山﨑
憲也

長野県長野市真光寺１
２８９－１

千曲営業所
長野県千曲市大
字森字稲玉２６
０２－２

輸送施設の使用停止
（１７０日車）

貨物自動車運送事業
法第９条第１項、同
法第１７条第４項及
び道路運送法第９５
条

平成２９年１０月１０日、監査実施。１２件の違反が認められた。
（１）事業計画変更認可違反（貨物自動車運送事業法施行規則第２条
第１項第２号、第4号、第５号）（２）点呼の実施違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第７条第１項～第３項）（３）アルコール検知器
備え義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第４項）
（４）乗務等の記録違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第８条）
（５）運行記録計による記録違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第９条）（６）運転者台帳（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条
の５第１項）（７）指導監督告示による運転者に対する指導及び監督
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第１項）（８）運行
管理者に対する指導及び監督違反（指導監督不適切）（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第２２条）（９）運行管理者の講習受講義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第２３条第１項）（１０）自動車
に関する表示義務違反（道路運送法施行規則第６５条）

17 17



貨物 2019 4 25

大阪牧迫運輸株式会社
（法人番号
1120001031980）代表
者牧迫春光

大阪府大阪市住之江区
平林南１－３－５４

本社
大阪府大阪市住
之江区平林南１
－３－５４

輸送施設の使用停止
（７０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第1項

平成３０年５月８日及び同年６月２８日、死亡事故を引き起こしたこ
とを端緒に監査を実施。１４件の違反が認められた。（１）事業計画
変更認可違反（自動車車庫の位置）（貨物自動車運送事業法第９条第
１項）、（２）乗務時間等の告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第３条第４項）、（３）乗務時間等告示なお書きの遵守違
反（一運行の勤務時間）（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第
４項）、（４）健康状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第３条第６項）、（５）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第７条）、（６）点呼の記録事項義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第７条第５項）、（７）運行記録計による
記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条）、（８）運
行指示書の作成義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条の
３第１項）、（９）運転者台帳の作成義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第９条の５第１項）、（１０）運転者台帳の記載事項義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条の５第１項）、（１
１）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第１０条第１項）、（１２）運転者に対する指導監督の記録事項義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第１項）、（１３）
初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第１０条第２項）、（１４）運行管理者補助者の要件違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１８条第３項）

7 7

貨物 2019 4 25

コンテナ阪神株式会社
（法人番号
3120001155745）代表
者湯口優

大阪府大東市新田西町
２－２１

本社
大阪府大東市新
田西町２－２１

輸送施設の使用停止
（５０日車）

貨物自動車運送事業
法第９条第１項

平成３０年８月２７日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。
７件の違反が認められた。（１）事業計画変更認可違反（自動車車庫
の位置）（貨物自動車運送事業法第９条第１項）、（２）乗務時間等
の告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第４
項）、（３）健康状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第３条第６項）、（４）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第７条）、（５）点呼の記録事項義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第７条第５項）、（６）運行記録計による記
録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条）、（７）運転
者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条
第１項）

5 5

タクシー 2019 4 25

エコシステム株式会社
（法人番号
2010601030483） 代
表者 中村 秀樹

東京都江東区新木場１
－１１－１４

本社営業所
東京都江東区新
木場１－１１－
１４

文書警告 運送法第27条第3項
平成31年4月25日、公安委員会からの通知を端緒として調査を実施。1
件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動
車運送事業運輸規則第38条第1項)

7 0

タクシー 2019 4 25

エコシステム株式会社
（法人番号
2010601030483）代表
者 中村 秀樹

東京都江東区新木場１
－１１－１４

綾瀬営業所

東京都足立区東
綾瀬１－２３－
１６－１０１
号、１０２号、
２０４号

文書警告 運送法第27条第3項
平成31年4月25日、公安委員会からの通知を端緒として調査を実施。1
件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動
車運送事業運輸規則第38条第1項)

7 0

タクシー 2019 4 25

株式会社アドバンス（法
人番号
1140001080480）代表
者福山輝美

兵庫県伊丹市池尻5丁目
58番地

本社
兵庫県伊丹市池
尻5丁目58番地

輸送施設の使用停止
（118日車）

道路運送法第27条第
3項

平成30年9月20日及び平成31年2月8日、神戸運輸監理部兵庫陸運部に
おいて苦情を端緒に調査を実施。2件の違反が認められた。（1）営業
区域外旅客運送（道路運送法第20条）、（2）乗務等の記録義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則第25条第3項、第4項）

12 12

貸切バス 2019 4 25

夢フロンティア株式会社
（法人番号９２２０００
１０１８８２０） 代表
者北村和明

石川県能美市福島町ヲ
６－１、子２３－１、
ナ１

根上営業所

石川県能美市福
島町ヲ６－１、
子２３－１、ナ
１

文書警告（処分日車
数40日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
（6）による）

道路運送法第２７条
第３項

平成３１年３月１１日、監査実施。１件の違反が認められた。（１）
運行に関する状況把握等のための体制の整備違反（旅客自動車運送事
業運輸規則第２１条の２）

8 4

貨物 2019 4 26
株式会社ココ（法人番号
5120901033271）代表
者佐藤寿彦

大阪府豊中市本町一丁
目９番３３号

本社

大阪府大阪市港
区海岸通三丁目
１１５番内（大
阪府大阪市港区
海岸通三丁目６
番街区）

輸送施設の使用停止
（４０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年７月６日、適正化実施機関巡回拒否を端緒に監査を実施。
６件の違反が認められた。（１）事業計画変更事前届出違反（各営業
所に配置する事業用自動車の種別ごとの数違反）（貨物自動車運送事
業法第９条第３項）、（２）乗務時間等の告示の遵守違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第３条第４項）、（３）健康状態の把握義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第６項）、（４）点呼
の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条）、（５）
乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第８
条）、（６）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第２３条第１項）

4 4

貨物 2019 4 26

吉田運輸商事株式会社
（法人番号
5120001148838）代表
者吉田廣

大阪府寝屋川市点野３
－１３－２２

本社
大阪府堺市美原
区木材通１丁目
１０番１０号

輸送施設の使用停止
（２１０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年６月１日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。１５
件の違反が認められた。（１）事業計画変更認可違反（営業所の位
置）（貨物自動車運送事業法第９条第１項）、（２）事業計画変更認
可違反（自動車車庫の位置）（貨物自動車運送事業法第９条第１
項）、（３）事業計画変更認可違反（休憩・睡眠施設の位置）（貨物
自動車運送事業法第９条第１項）、（４）健康状態の把握義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第６項）、（５）点呼の記
録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第５項）、
（６）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第８条）、（７）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第９条）、（８）運行指示書の記載事項義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第９条の３第１項）、（９）運転者台
帳の記載事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条の５
第１項）、（１０）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第１０条第１項）、（１１）運転者に対する指導監督
の記録違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第１項）、
（１２）高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第１０条第２項）、（１３）定期点検整備の実施違
反（３ヶ月点検）（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１３条、道路
運送車両法第４８条）、（１４）運行管理者の講習受講義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第２３条第１項）、（１５）社会保険
等加入義務違反（貨物事業者運送事業法第２５条第２項）

21 21

タクシー 2019 4 26

東京エムケイ株式会社
（法人番号
2010401096790）代表
者 項 心江

東京都港区東新橋１－
３－９ 第四小田ビル
３階

汐留営業所
東京都港区東新
橋１－３－９
第４小田ビル

文書警告 運送法第27条第3項
平成31年4月26日、公安委員会からの通知を端緒として調査を実施。1
件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動
車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

貨物 2019 5 7

有限会社鉄鋼運輸（法人
番号６１１０００２０２
８３８６） 代表者今井
栄作

新潟県長岡市宝４－１
－３２

本社営業所
新潟県長岡市宝
４－１－３２

輸送施設の使用停止
（３０日車）

貨物自動車運送事業
法第９条第１項及び
同法第１７条第４項

平成３０年７月１９日、監査実施。２件の違反が認められた。（１）
事業計画変更認可違反（貨物自動車運送事業法施行規則第２条第１項
第４号）（２）整備不良車両等（道路運送車両法第４１条及び第47
条）

3 3



貨物 2019 5 7
株式会社 ウエスト〈法
人番号3180001106296
）代表取締役西村誠人

愛知県名古屋市中村区
高道町４丁目１番地１
２号

本社
愛知県小牧市小
木東２丁目２０
８番地

輸送施設の使用停止
（５０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第４項

平成３０年１０月２６日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として
監査実施。６件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条
第４項）、（２）点呼の記録義務違反（安全規則第７条第５項）、
（３）点呼の記録記載不備（安全規則第７条第５項）、（４）運転者
に対する指導監督違反（安全規則第１０条第１項）、（５）社会保険
等加入義務者の一部未加入（法第２５条第２項）、（５）報告義務違
反（法第６０条第１項）

5 5

貨物 2019 5 7

有限会社神戸一光海運
（法人番号
9140002031582）代表
者立岩光伸

兵庫県神戸市中央区港
島２丁目６番地

本社
兵庫県神戸市中
央区港島２丁目
６番地

輸送施設の使用停止
（３０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年５月３１日、死亡事故を引き起こしたことを端緒に監査を
実施。４件の違反が認められた。（１）事業計画変更認可違反（自動
車車庫の位置）（貨物自動車運送事業法第９条第１項）、（２）点呼
の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条）、（３）
運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１
０条第１項）、（４）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第２３条第１項）

3 3

貨物 2019 5 7

岡山西部運輸株式会社
（法人番号
4260001001083）代表
者田口哲士

岡山県岡山市東区政津
３４３－３

兵庫
兵庫県たつの市
龍野町大道字別
荘４０－１

輸送施設の使用停止
（４０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項

平成３０年６月２１日、労働局からの通報を端緒に監査を実施。３件
の違反が認められた。（１）乗務時間等の告示の遵守違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第３条第４項）、（２）乗務時間等告示なお
書きの遵守違反（一運行の勤務時間）（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第３条第４項）、（３）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第７条）

4 4

貨物 2019 5 7 村田加代 福岡県飯塚市幸袋 本店営業所
福岡県飯塚市弁
分

輸送施設の使用停止
(30日車)､文書警告

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第17
条第1項、法第17条
第4項

平成31年1月28日､監査実施。11件の違反が認められた。(1)疾病、疲労
等のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下｢安全規
則｣)第3条第6項)､(2)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5
第1項)､(3)～(4)点呼の実施義務違反等(安全規則第7条)､(5)点呼の記録
事項義務違反(安全規則第7条第5項)､(6)乗務等の記録事項義務違反(安
全規則第8条)､(7)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)､
(8)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反(安全規
則第10条第1項)､(9)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全
規則第10条第1項)､(10)特定運転者に対する特別な指導監督違反(安全規
則第10条第2項)､(11)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規
則第10条第2項)

3 3

貨物 2019 5 7

石井商事運輸株式会社
（法人番号
3020001030438）代表
者石井督之

神奈川県横浜市神奈川
区羽沢町６４５－１

伊勢原

神奈川県伊勢原
市歌川２－１－
１横浜冷凍伊勢
原物流センター
内３階

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

救護措置義務違反があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平
成31年3月12日、監査を実施。1件の違反が認められた。（1）運転者に
対する指導監督の記録違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条
第1項）

0 0

タクシー 2019 5 7

稲沢タクシー株式会社
（法人番号
9180001085642 ） 代
表者黒田剛生

愛知県稲沢市稲葉４丁
目６番地１９号

本社
愛知県稲沢市稲
葉４丁目６番地
１９号

輸送施設の使用停止
（２０日車）

道路運送法第２７条
第３項

平成３１年１月１１日、監査方針に基づいて監査実施。２件の違反が
認められた。（１）特定の運転者に対する適性診断受診義務違反（旅
客自動車運送事業運輸規則（以下、「運輸規則」）第３８条第２
項）、（２）定期点検整備（３月点検）の実施違反（運輸規則第４５
条第１号）

2 2

タクシー 2019 5 7

株式会社さくらタクシー
（法人番号
1160001007341）代表
者上田聡

滋賀県長浜市末広町372
番地3号

本店営業所
滋賀県長浜市末
広町372番地3号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

平成31年2月21日、長期未実施を端緒に監査を実施。2件の違反が認め
られた。（1）健康状態の把握義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則
第21条第5項)、(2)36協定の届出違反(労働基準法第36条)

0 0

貸切バス 2019 5 7
岩井 孝光（いな穂観光
バス）

愛知県江南市久野町平
松８１番地

本社
愛知県江南市久
野町２０５番地

文書警告
道路運送法（以下
「法」）第２７条第
３項

平成３１年３月１２日、監査方針に基づいて監査実施。２件の違反が
認められた。（１）健康状態の把握義務違反（旅客自動車運送事業運
輸規則（以下「運輸規則」）第２１条第５項）、（２）点呼の記録記
載不備（運輸規則第２４条第５項）

0 0

貨物 2019 5 8 小野 昌孝 福島県いわき市泉町 本店営業所
福島県いわき市
泉町

輸送施設の使用停止
（１１０日車）及び
文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
８条第１項、法第１
７条第１項、法第１
７条第４項、道路運
送法９５条

平成３０年３月１４日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、9
件の違反が認められた。（１）自動車車庫の位置及び収容能力違反
（営業所との距離）（貨物自動車運送事業法施行規則第２条第１項第
４号）、（２）健康状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則（以下「安全規則」）第３条第６項）、（３）点呼の実施義務
違反（安全規則第７条第１項、第２項）、（４）点呼の記録義務違反
（安全規則第７条第５項）、（５）乗務等の記録事項義務違反（安全
規則第８条）、（６）運行記録計による記録義務違反（安全規則第９
条）、（７）初任運転者及び高齢運転者に対する指導義務違反（安全
規則第１０条第２項）、（８）初任運転者及び高齢運転者に対する適
性診断受診義務違反（安全規則第１０条第２項）、（９）自動車に関
する表示義務違反（道路運送法第９５条）

11 11

貨物 2019 5 8

常磐ニット株式会社（法
人番号３３８０００１０
１２９９４） 代表者中
島康雄

福島県いわき市常磐水
野谷町亀ノ尾１４０

本社営業所
福島県いわき市
常磐水野谷町亀
ノ尾１４０

輸送施設の使用停止
（４０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項、法第
１７条第４項

平成２９年１２月１９日、監査方針を端緒として監査を実施した結
果、7件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４
項）、（２）乗務時間等の基準の遵守違反［一運行の勤務時間］（安
全規則第３条第４項）、（３）健康状態の把握義務違反（安全規則第
３条第６項）、（４）点呼の記録義務違反（安全規則第７条第５
項）、（５）点呼の記録事項義務違反（安全規則第７条第５項）、
（６）運転者台帳の規定事項記載違反（安全規則第９条の５第１
項）、（７）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第１０条第
１項）

12 4

貨物 2019 5 8

鈴木興業運輸株式会社
（法人番号９３８０００
１０１４９３６） 代表
者鈴木一広

福島県いわき市泉町滝
尻字橋本５０－１７

本社営業所
福島県いわき市
泉町滝尻字橋本
５０－１７

輸送施設の使用停止
（３０日車）

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項、法第
１７条第４項

平成３０年６月２０日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として監
査を実施した結果、3件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準
の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）
第３条第４項）、（２）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則
第１０条第１項）、（３）運転者に対する指導監督の記録違反（安全
規則第１０条第１項）

3 3

貨物 2019 5 8

トランスパック株式会社
（法人番号５３８０００
１００１０７０） 代表
者赤間健男

福島県福島市下鳥渡字
新町西４－１

福島東営業
所

福島県福島市瀬
上町字南中川原
１－１

輸送施設の使用停止
（７０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
８条第１項、法第１
７条第１項、法第１
７条第４項

平成３０年６月１２日及び６月１９日、監査方針を端緒として監査を
実施した結果、7件の違反が認められた。（１）自動車車庫の位置及び
収容能力違反（営業所との距離）(（貨物自動車運送事業法施行規則第
２条第１項第４号）、（２）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、
（３）健康状態の把握義務違反（安全規則第３条第６項）、（４）点
呼の実施義務違反（安全規則第７条第１項、第２項）、（５）点呼の
記録事項（不実記載）義務違反（安全規則第７条第５項）、（６）乗
務等の記録義務違反（安全規則第８条）、（７）運転者に対する指導
監督義務違反（安全規則第１０条第１項）

7 7



貨物 2019 5 8
有限会社岩元商運（法人
番号8190002006003）
代表取締役岩元孝

三重県鈴鹿市桜島町６
丁目１０番地の１５

本社
三重県鈴鹿市山
辺町字川原田８
３-１８

輸送施設の使用停止
（１９０日車）及び
文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」））
第１７条第４項

平成３０年９月１３日及び平成３０年１０月１７日、監査方針に基づ
いて監査実施。１８件の違反が認められた。（１）、事業計画変更認
可違反【車庫】（法第９条第１項）、（２）乗務時間等の基準の遵守
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条
第４項）、（３）健康状態の把握違反（安全規則第３条第６項）、
（４）点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１項及び第２項）、
（５）点呼の記録義務違反（安全規則第７条第５項）、（６）点呼の
記録記載不備（安全規則第７条第５項）、（７）点呼の記録不実記載
（安全規則第７条第５項）、（８）点呼の記録保存違反（安全規則第
７条第５項）、（９）乗務等の記録記載不備（安全規則第８条）、
（１０）乗務等の記録違反（安全規則第８条）、（１１）運行記録計
による記録違反（安全規則第９条）、（１２）運行記録計による記録
の保存（安全規則第９条）、（１３）運転者台帳の作成義務違反（安
全規則第９条の５第１項）、（１４）運転者台帳の記載事項不備（安
全規則第９条の５第１項）、（１５）運行管理者に対する指導及び監
督違反（安全規則第２２条）、（１６）日常点検の未実施（安全規則
第１３条）、（１７）整備不良車両等（安全規則第１３条）、（１
８）報告義務違反（法第６０条第１項）

19 19

貨物 2019 5 8

有限会社ナカックス（法
人番号
7080002004340） 代
表者仲安敬一郎

静岡県静岡市駿河区八
幡５－３０－５

本社
静岡県焼津市石
津向町１４－１
４

輸送施設の使用停止
（６０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第４項

平成３０年１２月１３日、関係機関からの情報を端緒として監査実
施。５件の違反が認められた。（１）健康状態の把握義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第６項）、
（２）点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１項及び第２項）、
（３）点呼の記録記載不備（安全規則第７条第５項）、（４）運転者
台帳の記載不備（安全規則第９条の５第１項）、（５）事業報告書及
び事業報告実績書未提出（法第６０条１項）

6 6

貨物 2019 5 8

株式会社イナノ物流（法
人番号
4120901020221）代表
者稲野壽美

大阪府箕面市小野原西
１丁目９番１９号

本社
大阪府箕面市小
野原西１－９ー
１９

輸送施設の使用停止
（３０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年９月１１日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。
１０件の違反が認められた。（１）事業計画変更認可違反（自動車車
庫の位置）（貨物自動車運送事業法第９条第１項）、（２）事業計画
変更認可違反（休憩・睡眠施設の位置）（貨物自動車運送事業法第９
条第１項）、（３）事業計画変更事後届出違反（主たる事務所の位
置）（貨物自動車運送事業法第９条第３項）、（４）事業計画変更事
後届出違反（営業所位置）（貨物自動車運送事業法第９条第３項）、
（５）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７
条）、（６）点呼の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第７条第５項）、（７）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第８条）、（８）運転者台帳の作成義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条の５第１項）、（９）運転
者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条
第１項）、（１０）初任運転者及び高齢運転者に対する適性診断受診
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第２項）

3 3

貨物 2019 5 8
株式会社中藤（法人番号
2120901020776）代表
者中藤謙吾

大阪府箕面市桜５－１
４－１

園田
兵庫県尼崎市田
能３丁目１－８
－１０２

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成30年６月２８日に死亡事故を引き起こしたことを端緒に監査を実
施。１件の違反が認められた。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第７条）

1 1

貨物 2019 5 8
有限会社日高物流（法人
番号1170002007166）
代表者高垣昌幸

和歌山県有田郡有田川
町長田１８９－１

本社
和歌山県有田郡
有田川町長田１
８９－１

輸送施設の使用停止
（１８５日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年１０月５日及び同年１０月１１日、法令違反の疑いがある
ことを端緒に監査を実施。１２件の違反が認められた。（１）乗務時
間等の告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第４
項）、（２）健康状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第３条第６項）、（３）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第７条）、（４）点呼の記録義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第７条第５項）、（５）運行記録計による記録義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条）、（６）運行指示
書の作成義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条の３第１
項）、（７）運転者台帳の作成義務違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第９条の５第１項）、（８）運転者台帳の記載事項義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条の５第１項）、（９）運転
者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条
第１項）、（１０）高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第１０条第２項）、（１１）定期点検整
備の実施違反（３ヶ月点検）（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１
３条、道路運送車両法第４８条）、（１２）報告義務違反（貨物自動
車運送事業法第６０条第１項）

19 19

貨物 2019 5 8
有限会社門川運輸（法人
番号3350002011107）
代表者中島計美

宮崎県東臼杵郡門川町
須賀崎3-29

本社営業所
宮崎県東臼杵郡
門川町須賀崎3-
29

輸送施設の使用停止
(80日車)､文書警告

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第8
条第1項､法第17条第
1項、法第17条第4
項､法第60条第1項､
道路運送車両法第49
条

平成30年8月8日､監査実施。19件の違反が認められた。(1)事業計画(自
動車車庫)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法（以下
「法」）第8条第1項)､(2)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項)､(3)乗務時間等の
基準なお書き違反(安全規則第3条第4項)､(4)点呼の実施義務違反(安全
規則第7条)､(5)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)､(6)点呼の記
録事項義務違反(安全規則第7条第5項)､(7)乗務等の記録事項義務違反
(安全規則第8条)､(8)運行指示書の記載事項義務違反(安全規則第9条の3
第1項)､(9)運行指示書の保存義務違反(安全規則第9条の3第4項)､(10)運
転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)､(11)運転者台帳の記
載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)､(12)運転者に対する指導監督
違反(安全規則第10条第1項)､(13)運転者に対する指導監督の記録義務違
反(安全規則第10条第1項)､(14)運転者に対する指導監督の記録事項義務
違反(安全規則第10条第1項)、(15)特定運転者に対する特別な指導監督
違反(安全規則第10条第2項)､(16)特定運転者に対する適性診断受診義務
違反(安全規則第10条第2項)､(17)運行管理者の講習受講義務違反(安全
規則第23条第1項)､(18)定期点検整備記録簿の記載違反(安全規則第13
条､道路運送車両法第49条)､(19)報告義務違反(法第60条第1項)

8 8

タクシー 2019 5 8
毎日交通株式会社（法人
番号1180001018246）
代表取締役松川佳道

愛知県名古屋市東区東
外堀町８番地

本社
愛知県名古屋市
東区東外堀町８
番地

輸送施設の使用停止
（１０日車）及び文
書警告

道路運送法（以下
「法」）第２７条３
項

平成３１年１月１５日、監査方針に基づき監査実施。４件の違反が認
められた。（１）一般準則（公平かつ懇切な取扱い）違反（旅客自動
車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第２条第２項）、（２）特
定の運転者に対する指導監督違反（運輸規則第３８条第２項）、
（３）特定の運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第３８
条第２項）、（４）運転者に対する地理、応接の指導監督義務違反
（運輸規則第３９条）

1 1

タクシー 2019 5 8

大屋タクシー株式会社
（法人番号
5190001006535） 代
表者大屋行正

三重県伊勢市神社港３
００番地の２

鵜方

三重県志摩市阿
児町鵜方字屋敷
垣内４０３６番
地

輸送施設の使用停止
（３０日車）及び文
書警告

道路運送法（以下
「法」）第１３条

平成３１年１月２９日、監査方針に基づき監査実施。３件の違反が認
められた。（１）運送引受義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則
（以下「運輸規則」）第１３条）、（２）苦情処理の記録記載不備
（運輸規則第３条第２項）（３）点呼の記録記載不備（運輸規則第２
４条第５項）

3 3
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郡上タクシー株式会社
（法人番号
1200001026361）代表
者平岩憲政

岐阜県郡上市八幡町初
納６９番地７

本社
岐阜県郡上市八
幡町初納６９番
地７

輸送施設の使用停止
（２０日車）及び文
書警告

道路運送法（以下
「法」）第９条の３
第１項

平成３１年１月２３日、監査方針に基づき監査実施。３件の違反が認
められた。（１）運賃料金認可、運賃料金変更認可違反（法第９条の
３第１項）、（２）点呼の記録記載不備（旅客自動車運送事業運輸規
則（以下「運輸規則」）第２４条第５項）、（３）乗務等の記録記載
不備（運輸規則第２５条第３項））

2 2
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有限会社尾高（法人番号
9190002023690）代表
者位田寿雄

三重県三重郡菰野町大
字杉谷２３６４番地の
２

本社
三重県三重郡菰
野町大字杉谷２
３６４番地の２

輸送施設の使用停止
（５０日車）及び文
書警告

道路運送法（以下
「法」）第２７条第
３項

平成３１年１月１１日、監査方針に基づき監査実施。９件の違反が認
められた。（１）運賃・料金に関する事項の事業用自動車への表示義
務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第４条第
２項）、（２）運賃・料金の額の事業用自動車内への表示義務違反
（運輸規則第４条第３項）、（３）健康状態の把握義務違反（運輸規
則第２１条第５項）、（４）乗務等の記録記載不備（運輸規則第２５
条第３項）、（５）乗務員台帳の記載不備（運輸規則第３７条第１
項）、（６）特定の運転者に対する指導監督違反（運輸規則第３８条
第２項）、（７）特定の運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸
規則第３８条第２項）、（８）運行管理者の講習受講義務違反（運輸
規則第４８条の４第１項）、（９）輸送の安全にかかわる情報公表義
務違反（法第２９条の３）

5 5
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多度タクシー有限会社
（法人番号
3190002024348）代表
取締役河合正男

三重県三重郡菰野町大
字杉谷２３６４番地２

本社
三重県三重郡菰
野町大字杉谷２
３６４番地２

輸送施設の使用停止
（５０日車）及び文
書警告

道路運送法（以下
「法」）第２７条３
項

平成３１年１月１１日、監査方針に基づき監査実施。５件の違反が認
められた。（１）健康状態の把握義務違反（旅客自動車運送事業運輸
規則（以下「運輸規則」）第２１条第５項）、（２）乗務員台帳の記
載不備（運輸規則第３７条第１項）、（３）特定の運転者に対する指
導監督違反（運輸規則第３８条第２項）、（４）特定の運転者に対す
る適性診断受診義務違反（運輸規則第３８条第２項）、（５）輸送の
安全にかかわる情報公表義務違反（法第２９条の３）

5 5
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有限会社新栄観光バス
（法人番号９４００００
２００８９０１） 代表
者千葉稲夫

岩手県花巻市松園町４
９０番地２

本社営業所
岩手県花巻市松
園町４９０番地
２

輸送施設の使用停止
（２８０日車）及び
文書警告

道路運送法（以下
「法」）第９条の２
第１項、法第２０
条、法第２７条第３
項

平成３０年４月１８日及び５月１１日、監査方針を端緒として監査を
実施した結果、10件の違反が認められた。（１）認可運賃・料金変更
事前届出違反（道路運送法（以下「運送法」）第９条の２第１項）、
（２）営業区域外運送（運送法第２０条）、（３）運送引受書の交付
義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第７条
の２第１項）、（４）運送引受書の記載事項義務違反（運輸規則第７
条の２第１項）、（５）点呼の実施義務違反（運輸規則第２４条第１
項、第２項）、（６）点呼の記録事項義務違反（運輸規則第２４条第
５項）、（７）運行指示書の記載事項義務違反（運輸規則第２８条の
２第１項）、（８）運転者に対する指導監督違反（運輸規則第３８条
第１項）、（９）高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規
則第３８条第２項）、（１０）点検整備の実施違反（運輸規則第４５
条及び道路運送車両法第４８条）

28 28
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株式会社きらめき（法人
番号５２２０００１０１
４８１５） 代表者城戸
昭生

石川県金沢市本町２－
４－１

本社営業所
石川県小松市津
波倉町ハ３８

事業停止（３３日
間）

道路運送法第１５条
第１項、同法第２７
条第３項及び同法第
３０条第２項

平成３０年１０月２３日、監査実施。９件の違反が認められた。
（１）事業計画の変更認可違反（道路運送法第１５条第１項）（２）
運送引受書の写しの保存義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第７
条の２第２項）（３）点呼の記録義務違反（旅客自動車運送事業運輸
規則第２４条第５項）（４）乗務等の記録義務違反（旅客自動車運送
事業運輸規則第２５条第１項～第２項）（５）運行記録計による記録
義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第２６条第１項）（６）運行
指示書の保存義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第２８条の２第
２項）（７）運転者に対する指導監督告示による運転者に対する指導
監督義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１項）（８）
定期点検整備等の未実施（道路運送車両法第４８条）（９）事業の健
全な発達を阻害する競争（道路運送法第３０条第２項）

56 56
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有限会社和栄タクシー
（法人番号
4190002011816） 代
表者中村金吾

三重県志摩市志摩町和
具１９０３番地の１

鵜方

三重県志摩市阿
児町神明才庭１
８２８－１、１
８２８－２

輸送施設の使用停止
（１９０日車）及び
文書警告

道路運送法（以下
「法」）第２７条第
３項

平成３０年１１月８日、監査方針に基づいて監査実施。１２件の違反
が認められた。（１）運送引受書の記載不備（旅客自動車運送事業運
輸規則（以下、「運輸規則」）第７条の２第１項）、（２）健康状態
の把握義務違反（運輸規則第２１条第５項）、（３）点呼の実施義務
違反（運輸規則第２４条第１項から第３項）、（４）点呼の記録記載
不備（運輸規則第２４条第５項）、（５）乗務等の記録保存義務違反
（運輸規則第２５条第２項）、（６）乗務等の記録記載不備（運輸規
則第２５条第２項）、（７）運行指示書の記載不備（運輸規則第２８
条の２第１項）、（８）乗務員台帳の作成義務違反（運輸規則第３７
条第１項）、（９）特定の運転者に対する指導監督違反（運輸規則第
３８条第２項）、（１０）特定の運転者に対する適性診断受診義務違
反（運輸規則第３８条第２項）、（１１）輸送の安全にかかわる情報
の公表義務違反（法第２９条の３）、（１２）報告義務違反（法第９
４条第１項）

19 19
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三協運輸株式会社（法人
番号８４２０００１００
０９３２） 代表者木村
英敬

青森県青森市大字細越
字栄山５５５－１

本社営業所
青森県青森市大
字細越字栄山５
５５－１

輸送施設の使用停止
（１０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項、法第
１７条第４項

平成３０年６月２２日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として監
査を実施した結果、2件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準
の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）
第３条第４項）、（２）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則
第１０条第１項）

1 1
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有限会社アオモリ・サン
ド企画（法人番号５４２
０００２０１９９６６）
代表者山本孝浩

青森県むつ市奥内大室
平１０－３

本社営業所
青森県むつ市奥
内大室平１０－
３

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第３項

平成３０年１０月２５日、公安委員会からの通知を端緒として監査を
実施した結果、1件の違反が認められた。（１）過積載運送（貨物自動
車運送事業法第１７条第３項）

1 1
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東日本ウェブ有限会社
（法人番号６３７０２０
２００３７９９） 代表
者山本章彦

宮城県加美郡加美町羽
場字山鳥川原８－１５
－３

本社営業所
宮城県加美郡加
美町羽場字屋敷
６６－３

輸送施設の使用停止
（２０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年１０月９日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として監
査を実施した結果、4件の違反が認められた。（１）運行記録計による
記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第９条）、（２）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則
第１０条第１項）、（３）初任運転者に対する指導義務違反（安全規
則第１０条第２項）、（４）定期点検整備の実施違反（安全規則第１
３条及び道路運送車両法第４８条）

2 2
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株式会社東和電気（法人
番号３３８０００１００
９５５３） 代表者斎藤
直樹

福島県二本松市太田字
若宮２５番地８

本社営業所
福島県二本松市
下川崎字蘭場山
２０番地

輸送施設の使用停止
（１０５日車）及び
文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項、法第
１７条第４項、法第
２４条の３

平成３０年９月４日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、6件
の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、
（２）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第１０条第１
項）、（３）初任運転者に対する指導義務違反（安全規則第１０条第
２項）、（４）定期点検整備の実施違反（安全規則第１３条及び道路
運送車両法第４８条）、（５）整備管理者の研修受講義務違反（安全
規則第１５条）、（６）輸送の安全にかかわる情報の公表義務違反
（貨物自動車運送事業法第２４条の３）

18 11
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株式会社隆弘運輸（法人
番号３０２０００１００
０７９５） 代表者矢野
隆男

神奈川県横浜市泉区上
飯田町４７４３－５

福島営業所

福島県西白河郡
泉崎村大字泉崎
字山崎３０番地
１

輸送施設の使用停止
（１１０日車）及び
文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項、法第
１７条第４項

平成３０年６月２８日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、9
件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、
（２）点呼の記録保存義務違反（安全規則第７条第５項）、（３）点
呼の記録事項（不実記載）義務違反（安全規則第７条第５項）、
（４）乗務等の記録（不実記載）義務違反（安全規則第８条）、
（５）運行記録計による記録（不実記録）義務違反（安全規則第９
条）、（６）運転者台帳の作成義務違反（安全規則第９条の５第１
項）、（７）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第１０条第
１項）、（８）運転者に対する指導監督の記録保存違反（安全規則第
１０条第１項）、（９）運行管理者に対する指導監督義務違反（安全
規則第２２条）

13 11
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信栄運輸 有限会社（法
人番号2080102014054)
代表者増田靖

静岡県富士市依田橋４
０１番地の２

本社
静岡県富士市依
田橋４０１番地
の２

輸送施設の使用停止
（７０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項

平成３０年１２月６日、重傷事故を引き起こしたことを端緒として監
査実施。７件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第
４項）、（２）点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１項及び第２
項）、（３）点呼の記録義務違反（安全規則第７条第５項）、（４）
運転者に対する指導監督違反（安全規則第１０条第１項）、（５）運
転者に対する指導監督の記録記載不備（安全規則第１０条第１項）、
（６）特定の運転者に対する指導監督違反（安全規則第１０条第２
項）、（７）特定の運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則
第１０条第２項）

0 7
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有限会社誠弘運輸（法人
番号5120902006697）
代表者永尾弘

大阪府吹田市川岸町５
番２０号

本社
大阪府吹田市川
岸町５番２０号

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３１年２月２６日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。
１件の違反が認められた。公安委員会からの道路交通法第１０８条の
３４の規定に基づく通知件数(最高速度違反)が過去１年以内に３件に達
した。（1）運転者の指導監督義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第１０条第1項）

1 1
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株式会社大城物流（法人
番号7120101046840）
代表者大城博一

大阪府泉佐野市日根野
５９２６番地の３

本社
大阪府泉佐野市
日根野５９２６
番地の３

輸送施設の使用停止
（７０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年８月２７日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実
施。１０件の違反が認められた。（１）事業計画変更認可違反（自動
車車庫の位置）（貨物自動車運送事業法第９条第１項）、（２）乗務
時間等の告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第
４項）、（３）健康状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第３条第６項）、（４）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第７条）、（５）点呼の記録事項義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第７条第５項）、（６）乗務等の記録事項
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第８条）、（７）運行記
録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９
条）、（８）運転者台帳の記載事項義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第９条の５第１項）、（９）初任運転者に対する適性診断
受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第２項）、
（１０）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第２３条第１項）

7 7

タクシー 2019 5 9

有限会社川崎タクシー
（法人番号９４００００
２０１０５６８） 代表
者川崎利治

岩手県宮古市築地１丁
目１番４４号

磯鶏営業所
岩手県宮古市磯
鶏沖１０番１１
号

輸送施設の使用停止
（１０日車）及び文
書警告

道路運送法（以下
「法」）第２３条第
３項、法第２７条第
３項

平成３０年７月１９日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として監
査を実施した結果、3件の違反が認められた。（１）疾病・疲労等のお
それのある乗務（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）
第２１条第５項）、（２）運転者に対する指導監督違反（運輸規則第
３８条第１項）、（３）運行管理者の解任未届出違反（道路運送法第
２３条第３項）

1 1
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会津通商株式会社（法人
番号１３８０００１０１
８５６４） 代表者今井
誠

福島県喜多方市塩川町
三吉字西畑２１番地の
３

本社営業所
福島県会津若松
市インター西８
番地

輸送施設の使用停止
（２０日車）

道路運送法第２７条
第３項

平成３０年７月２０日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、2
件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督義務違反（旅
客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第３８条第１項）、
（２）整備管理者の研修受講義務違反（運輸規則第４６条）

2 2

タクシー 2019 5 9

昭和交通合名会社（法人
番号：４３６０００３０
０２５４０） 代表社員
屋比久孟盛

沖縄県南風原町字新川
９７－５

本社営業所
沖縄県南風原町
字新川９７－５

輸送施設の使用停止
（７０日車）、文書
警告

道路運送法（以下
「法」）第１５条第
１項、法第２７条第
３項、法第３０条第
２項

平成３０年１２月２８日、法令違反の疑いにより監査を実施。８件の
違反が認められた。（１）事業計画の変更認可違反（法第１５条第１
項）、（２）点呼の実施義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第
（以下「運輸規則」）２４条第１項、第２項）、（３）点呼の記録義
務違反（運輸規則第２４条第５項）、（４）乗務等の記録義務違反
（運輸規則第２５条第３項、第４項）、（５）事故の記録義務違反
（運輸規則第２６条の２）、（６）「旅客自動車運送事業者が事業用
自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対
する指導監督義務違反（運輸規則第３８条第１項）、（７）運転者に
対する指導監督告示による運転者に対する特別な指導及び適性診断受
診義務違反（運輸規則第３８条第２項）、（８）事業の健全な発達を
阻害する競争（法第３０条第２項）

7 7
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株式会社友利観光（法人
番号：８３６０００１０
１６９７６） 代表取締
役友利勝

沖縄県八重山郡竹富町
字竹富2186番地8

本社営業所
沖縄県八重山郡
竹富町字竹富
2186番地8

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

平成31年2月13日、長期間監査を実施していないことを端緒に監査実
施。2件の違反が認められた。（1）運転者に対する指導監督義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第38条第1項）、(2)
運転者に対する指導及び監督に係る記録の記載事項等の不備(運輸規則
第38条第1項)

0 0
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株式会社八千代バス・タ
クシー（法人番号：５３
６０００１０１４１３
２） 代表社員砂川能樹

沖縄県宮古島市平良字
東仲宗根３９４番地

本社営業所
沖縄県宮古島市
平良字東仲宗根
３９４番地

輸送施設に使用停止
（４０日車）

道路運送法（以下
「法」）第９条の３
第１項、法第２３条
第３項、法第２７条
第３項

平成３０年８月１４日、長期未実施を端緒に監査を実施。５件の違反
が認められた。（１）運賃料金認可、運賃料金変更認可違反（法第９
条の３第１項）、（２）運行管理者の選任解任届出違反（法第２３条
第３項）、（３）輸送の安全及び旅客の利便を確保するための遵守事
項違反（旅客自動車運送事業運輸規則第（以下「運輸規則」）２１条
第５項）、（４）点呼の記録義務違反（運輸規則第２４条第５項）、
（５）乗務員台帳の作成、備付け義務違反（運輸規則第３７条第１
項）

4 4
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アルピコ交通株式会社
（法人番号１１００００
１０１４１０４） 代表
者三澤洋一

長野県松本市井川城２
－１－１

長野営業所
長野県長野市小
島田町２１３１
－１

文書警告（処分日車
数40日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
（6）による）

道路運送法第２７条
第３項

平成３０年１１月２１日、監査実施。２件の違反が認められた。
（１）点呼の実施義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第２４条第
１項～第２項）（２）運転者に対する指導監督告示による運転者に対
する指導監督義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１
項）

8 4
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株式会社沖縄大榮（法人
番号：１３６０００１０
１６５２０） 代表取締
役郭湘嵐

沖縄県糸満市西崎町４
丁目１２－５

本社営業所
沖縄県糸満市西
崎町４丁目１２
－５

輸送施設の使用停止
（２１０日車）及び
文書警告

道路運送法（以下
「法」）第９条の２
第１項、法第２７条
第３項

平成３０年８月２１日、継続的な監視が必要な事業者であることを端
緒に監査を実施。６件の違反が認められた。（１）運賃料金事前届
出、運賃料金変更事前届出違反（法第９条の２第１項）、（２）輸送
の安全及び旅客の利便を確保するための遵守事項違反（旅客自動車運
送事業運輸規則第（以下「運輸規則」）３７条第１項）、（３）乗務
員台帳の作成、備付け義務違反（運輸規則第３７条第１項）、（４）
運転者に対する指導監督告示による運転者に対する指導監督義違反
（運輸規則第３８条第１項）、（５）運転者に対する指導及び監督に
係る記録の作成・保存義務違反（運輸規則第３８条第１項）、（６）
運転者に対する指導監督告示による運転者に対する特別な指導及び適
性診断受診義務違反（運輸規則第３８条第２項）

37 21
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豊見観光株式会社(法人
番号6360001005849)代
表者上地正輝

沖縄県豊見城市字嘉数
539-2

本社営業所
沖縄県豊見城市
字嘉数539-2

輸送施設の停止(60日
車)、文書警告

道路運送法(以下
「法」)第27条第3項

平成30年8月2日、継続的な監視が必要な事業者であることを端緒に監
査実施。6件の違反が認められた。(1)疾病、疲労等のおそれのある乗務
(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第5項)、(2)乗
務等の記録の記載事項不備(運輸規則第25条第1項、第2項、第4項)、(3)
乗務員台帳の作成義務違反(運輸規則第37条第1項)、(4)乗務員台帳の記
載事項等の不備(運輸規則第37条第1項)、(5)運転者に対する指導監督義
務違反(運輸規則第38条第1項)、(6)事業報告書の報告義務違反(法第94
条第1項)

23 6
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高梨重機工業株式会社
（法人番号７４３０００
１０５６４４６） 代表
者高梨伸一

北海道虻田郡洞爺湖町
入江３５番地１６

本社営業所
北海道虻田郡洞
爺湖町入江３５
番地１６

輸送施設の使用停止
（８０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第３条
第４項 他１４件

平成３０年５月１６日及び平成３０年１２月１９日、労働局からの通
報等を端緒として監査を実施。１５件の違反が認められた。（１）乗
務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条
第４項）、（２）乗務時間等の基準なお書きの遵守違反（一運行の勤
務時間）（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第４項）、（３）
健康状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第
６項）、（４）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第７条第２項）、（５）点呼の記録事項義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第７条第５項）、（６）乗務等の記録義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第８条）、（７）乗務等の記録事項義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第８条）、（８）運行記録
計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条）、
（９）運行指示書の記載事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第９条の３第１項から第３項）、（１０）運行指示書の保存義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条の３第４項）、（１
１）運転者台帳の作成義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
９条の５第１項）、（１２）運転者に対する指導監督違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第１０条第１項）、（１３）特定運転者に対
する特別な指導義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条
第２項）、（１４）特定運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第１０条第２項）、（１５）整備不良車
両運行（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１３条本文関係）

8 8
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ホクサン株式会社（法人
番号８４５０００１０１
０４９９） 代表者大島
正志

北海道紋別市落石町４
丁目６番９号

本社営業所
北海道紋別市落
石町４丁目６番
９号

輸送施設の使用停止
（３０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第３条
第４項 他４件

平成３０年１１月１４日、労働局からの通報等を端緒として監査を実
施。５件の違反が認められた。（１）事業計画事後届出違反［業務の
範囲、保管施設の概要、利用事業者の概要の変更］（貨物自動車運送
事業法施行規則第７条第１項第４号）、（２）乗務時間等の基準の遵
守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第４項）、（３）運
行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第２
３条第１項）、（４）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第６０条
第１項）、（５）自動車に関する表示義務違反（道路運送法第９５
条）

3 3
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有限会社古谷石油運送
（法人番号７４３０００
２０１７４４７） 代表
者古谷智広

北海道札幌市手稲区星
置南１丁目８－２８

札幌北営業
所

北海道札幌市北
区篠路４条９丁
目１２－１０

輸送施設の使用停止
（１７０日車）及び
文書警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第３条
第４項 他１５件

平成３１年１月８日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を
端緒として監査を実施。１６件の違反が認められた。（１）各営業所
に配置する事業用自動車の種別ごとの数違反（貨物自動車運送事業法
施行規則第６条第１項）、（２）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第３条第４項）、（３）乗務時間等の基
準なお書きの遵守違反（一運行の勤務時間）（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第３条第４項）、（４）疾病・疲労等のおそれのある乗務
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第６項）、（５）点呼の実
施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第３項）、
（６）点呼の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
７条第５項）、（７）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第９条）、（８）運行記録計による記録保存義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条）、（９）運行指示書
の作成、指示又は携行義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
９条の３第１項から３項）、（１０）運転者台帳の記載事項義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条の５第１項）、（１１）運
転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０
条第１項）、（１２）特定運転者に対する特別な指導義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第１０条第２項）、（１３）特定運転者
に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
１０条第２項）、（１４）運行管理規程の制定違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第２１条第１項、第２項）、（１５）運行管理者の

17 17
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株式会社東部運輸（法人
番号３４３０００１０１
１５８６） 代表者平田
嘉彦

北海道札幌市清田区里
塚緑ケ丘８丁目９－５
５

本社営業所
北海道札幌市清
田区里塚緑ケ丘
８丁目９－５５

輸送施設の使用停止
（１０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第２３
条第１項 他２件

平成３１年２月７日、関係機関からの情報等を端緒として監査を実
施。３件の違反が認められた。（１）運転者台帳の記載事項義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条の５第１項）、（２）定期
点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１３条本文
関係、第１号）、（３）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第２３条第１項）

1 1

貨物 2019 5 10

有限会社湘南エスライン
（法人番号
1021002032020）代表
取締役杉森孝行

神奈川県厚木市旭町１
丁目１６番４号

静岡
静岡県榛原郡吉
田町神戸字東青
柳９９２－１

輸送施設の停止（２
０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年１２月２６日、関係機関からの情報を端緒として監査実
施。１件の違反が認められた。（１）点呼の実施違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７条１項から第３項）

2 2

貨物 2019 5 10
株式会社成和（法人番号
6010701005209）代表
者築茂和明

東京都港区港南３－４
－１２

本社
東京都品川区東
大井４－７－７

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成31年1月24日及び同年
2月15日、監査を実施。5件の違反が認められた。（1）点呼の実施義務
違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（2）乗務等の記
録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（3）乗
務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1
項）、（4）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第1項）、（5）運行管理補助者の要件違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第18条第3項）

0 0

タクシー 2019 5 10

ＮｉｓｅｋｏＩｎｔｅｒ
ｎａｔｉｏｎａｌＴｒａ
ｎｓｐｏｒｔ株式会社
（法人番号１４３０００
２０５７２３４） 代表
者藤本伸一

北海道虻田郡倶知安町
北１条西３丁目１番地

本社営業所
北海道虻田郡倶
知安町北１条西
３丁目１

輸送施設の使用停止
（１０日車）及び文
書警告

旅客自動車運送事業
運輸規則第３７条第
１項 他３件

平成３０年７月１１日、改善報告不履行を端緒として監査を実施。４
件の違反が認められた。（１）事故の記録事項義務違反（旅客自動車
運送事業運輸規則第２６条の２）、（２）乗務員台帳の記載事項義務
違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３７条第１項）、（３）運行管
理規程の制定違反（旅客自動車運送事業運輸規則第４８条の２第１
項）、（４）自動車に関する表示義務違反（道路運送法第９５条）

33 1

タクシー 2019 5 10

ＦＭＴＴＲＡＦＦＩＣＴ
ＡＸＩ有限会社（法人番
号９４５０００２００９
１８４） 代表者小川泰
弘

北海道空知郡南富良野
町字幾寅１００３－３

富良野営業
所

北海道富良野市
北の峰町２番１
号

輸送施設の使用停止
（２３日車）及び文
書警告

旅客自動車運送事業
運輸規則第３７条第
１項 他３件

平成３０年９月２６日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。４
件の違反が認められた。（１）点呼の記録事項義務違反（旅客自動車
運送事業運輸規則第２４条第５項）、（２）乗務員台帳の作成義務違
反（旅客自動車運送事業運輸規則第３７条第１項）、（３）乗務員服
務規律制定義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第４１条）、
（４）日常点検の未実施（旅客自動車運送事業運輸規則第４５条）

3 3

タクシー 2019 5 10

明星自動車株式会社（法
人番号２４３０００１０
１６５９４） 代表者平
島誉久

北海道札幌市南区南３
４条西１１丁目７番１
号

千歳営業所
北海道千歳市富
丘４丁目３０番
３号

輸送施設の使用停止
（２０日車）及び文
書警告

道路運送法第９条の
３第１項 他２件

平成３０年１０月１０日及び平成３０年１０月２５日、営業所新設を
端緒として監査を実施。３件の違反が認められた。（１）運賃料金認
可、運賃料金変更認可違反（道路運送法第９条の３第１項）、（２）
運転者に対する指導監督違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条
第１項）、（３）自動車に関する表示義務違反（道路運送法第９５
条）

8 2



タクシー 2019 5 10

岐阜近鉄タクシー株式会
社（法人番号
3200001013507 〉代表
取締役市村隆憲

岐阜県大垣市静里町字
蓮町５５５番地

岐阜営業所
岐阜県岐阜市花
月町１丁目６番
地

輸送施設の停止（１
０日車）

道路運送法第３０条
第２項

平成３１年１月１０日、監査方針に基づいて監査実施。１件の違反が
認められた。最低賃金法の最低限度額より低い賃金の支払い（道路運
送法第３０条第２項）

1 1

タクシー 2019 5 10

朝日タクシー有限会社
（法人番号
5190002008142） 代
表者乾裕康

三重県伊勢市曽祢１丁
目１０番１号

本社
三重県伊勢市曽
祢１丁目１０番
１号

輸送施設の使用停止
（７０日車）及び文
書警告

道路運送法（以下
「法」）第２７条第
３項

平成３１年１月１６日、監査方針に基づいて監査実施。７件の違反が
認められた。（１）健康状態の把握義務違反（旅客自動車運送事業運
輸規則（以下「運輸規則」）第２１条第５項）、（２）点呼の記録記
載不備（運輸規則第２４条第５項）、（３）乗務員台帳の記載不備
（運輸規則第３７条第１項）、（４）特定の運転者に対する指導監督
違反（運輸規則第３８条第２項）、（５）特定の運転者に対する適性
診断受診義務違反（運輸規則第３８条第２項）、（６）運行管理者の
講習受講義務違反（運輸規則第４８条の４第１項）、（７）輸送の安
全にかかわる情報の公表違反（法第２９条の３）

7 7

タクシー 2019 5 10

島崎タクシー株式会社
（法人番号
5080001008311）代表
者山田修史

静岡県静岡市清水区港
町１丁目２番２０号

山切営業所

静岡県静岡市清
水区山切１２、
１３－１・２・
４

輸送施設の使用停止
（７１日車）及び文
書警告

道路運送法（以下
「法」）第２７条第
３項

平成３１年１月１６日、監査方針に基づいて監査実施。７件の違反が
認められた。（１）補助者の条件違反（旅客自動車運送事業運輸規則
（以下「運輸規則」）第４７条の９第３項）、（２）健康状態の把握
義務違反（運輸規則第２１条第５項）、（３）点呼の実施義務違反
（運輸規則第２４条第１項及び第２項）、（４）点呼の記録記載不備
（運輸規則第２４条第５項）、（５）乗務員台帳の記載不備（運輸規
則第３７条第１項）、（６）特定の運転者に対する指導監督違反（運
輸規則第３８条第２項）、（７）特定の運転者に対する適性診断受診
義務違反（運輸規則第３８条第２項）

7 7

タクシー 2019 5 10

豊田中央タクシー株式会
社（法人番号
8180301018930）代表
者加藤猛

愛知県豊田市深田町１
丁目１２６番地の１

猿投営業所
愛知県豊田市荒
井町鍛冶屋畑２
６９番地１号

輸送施設の使用停止
（２０日車）及び文
書勧告

道路運送法（以下
「法」）第２７条第
３項

平成３１年１月２３日、監査方針に基づいて監査実施。３件の違反が
認められた。（１）特定の運転者に対する指導監督違反（旅客自動車
運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第３８条第２項）、（２）特
定の運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第３８条第２
項）、（３）届出義務違反（道路運送法施行規則第６６条第１項第８
号）

2 2

タクシー 2019 5 10

焼津港タクシー株式会社
（法人番号
8080001015395） 代
表者石嵜昌弘

静岡県焼津市東小川５
丁目１５番１号

本社
静岡県焼津市東
小川５丁目１５
番１号

輸送施設の使用停止
（３０日車）及び文
書警告

道路運送法（以下
「法」）第２７条第
３項

平成３１年１月２４日、監査方針に基づいて監査実施。５件の違反が
認められた。（１）点呼の実施義務違反（旅客自動車運送事業運輸規
則（以下「運輸規則」）第２４条第１項及び第２項）、（２）点呼の
記録記載不備（運輸規則第２４条第５項）、（３）特定の運転者に対
する指導監督違反（運輸規則第３８条第２項）、（４）特定の運転者
に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第３８条第２項）、（５）
運行管理者の補助者について、要件を満たしていないものが行ってい
た。（運輸規則第４７条の９第３項）

3 3

貸切バス 2019 5 10
奥伊予観光有限会社（法
人番号4500002012550)
代表者宇都宮勇光

愛媛県西予市城川町嘉
喜尾４８５４－１

本社営業所
愛媛県西予市城
川町嘉喜尾４８
５４－１

輸送施設の使用停止
（100日車)及び文書
警告

道路運送法第27条第
3項、第29条の3

平成３１年３月１３日、旅客自動車運送事業に関する監査方針に基づ
き監査を実施したところ、６件の違反が確認された。(1)運送引受書に
記載すべき事項の記録が不適切であったこと（旅客自動車運送事業運
輸規則（以下「運輸規則」）第7条の2第1項）、(2)運転者の健康状態
の把握が確実になされていなかったこと（運輸規則第21条第5項）、
(3)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する
指導監督が不適切であったこと（運輸規則第38条第1項）、(4)高齢運
転者対して事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事
項についての特別な指導が不適切であったこと（運輸規則第38条第2
項）、(5)高齢運転者に対して法令で定められた適性診断を受診させて
いなかったこと（運輸規則第38条第2項）、(6)輸送の安全にかかわる
情報を公表していなかったこと（道路運送法第29条の3）

10 10

貸切バス 2019 5 10

有限会社川内観光交通
(法人番号
9340002016794) 代表
者手打哲也

鹿児島県薩摩川内市大
小路町19-13

本社営業所
鹿児島県薩摩川
内市西方町1213-
1

文書警告
道路運送法(以下
「法」)第27条第3項

平成31年4月16日、監査実施。2件の違反が認められた。(1)点呼の記録
事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条
第5項）、(2)乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条第1項）

0 0

貸切バス 2019 5 10

株式会社バスある（法人
番号４４３０００１０４
９７５８） 代表者朴基
姻

北海道札幌市北区新琴
似６条１６丁目４番１
２号

本社営業所

北海道札幌市北
区新琴似６条１
６丁目４番１２
号

輸送施設の使用停止
（１３０日車）

道路運送法第９条の
２第１項 他１件

平成３０年１２月１３日及び平成３０年１２月１８日、その他事故、
法令違反、事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。２件の違反
が認められた。（１）運賃料金事前届出、運賃料金変更事前届出違反
（道路運送法第９条の２第１項）、（２）運行指示書の作成等義務違
反 記載事項等の不備（旅客自動車運送事業運輸規則第２８条の２第
１項）

30 13

貨物 2019 5 13

中部糧穀運輸株式会社
（法人番号
3180001014937）代表
取締役宮川義一

愛知県名古屋市南区七
条町３丁目３番地７

本社
愛知県名古屋市
南区七条町３丁
目３番地７

輸送施設の使用停止
（６０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項

平成３０年１２月４日、監査方針にもとづいて監査実施。５件の違反
が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、（２）点呼
の実施義務違反（安全規則第７条第１項及び第２項）、（３）点呼の
記録記載不備（安全規則第７条第５項）、（４）特定の運転者に対す
る指導監督違反（安全規則第１０条第２項）、（５）特定の運転者に
対する適性診断受診義務違反（安全規則第１０条第２項）

6 6

貨物 2019 5 13
大征運輸株式会社（法人
番号7200001010021）
代表取締役浦田征治

岐阜県瑞穂市野白新田
３１５番地１

本社
岐阜県瑞穂市野
白新田３１５番
地１

輸送施設の使用停止
（２０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第４項

平成３０年１１月２９日、重傷事故を引き起こしたことを端緒として
監査実施。３件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第１０
条第１項）、（２）特定の運転者に対する指導監督違反（安全規則第
１０条第２項）、（３）特定の運転者に対する適性診断受診義務違反
（安全規則第１０条第２項）

2 2

貨物 2019 5 13

河原田運送株式会社（法
人番号
4190001014654）代表
取締役前田朗

三重県四日市市楠町北
五味塚１３５４－３

本社

三重県四日市市
楠町北五味塚字
瀧之浜１３５４
－３

輸送施設の使用停止
（８０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項

平成３０年１１月６日、監査方針に基づいて監査実施。１２件の違反
が認められた。（１）事業計画変更認可違反【車庫】（法第９条第１
項）、（２）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、（３）健康状態の把
握義務違反（安全規則第３条第６項）、（４）点呼の実施義務違反
（安全規則第７条第１項及び第２項）、（５）点呼の記録記載不備
（安全規則第７条第５項）、（６）乗務等の記録記載不備（安全規則
第８条）、（７）運行指示書の作成・指示・携行義務違反（安全規則
第９条の３第１項）、（８）運転者台帳の記載不備（安全規則第９条
の５第１項）、（９）特定の運転者に対する指導監督違反（安全規則
第１０条第２項）（１０）特定の運転者に対する適性診断受診義務違
反（安全規則第１０条第２項）、（１１）輸送の安全にかかわる情報
の公表違反（法第２４条の３）、（１２）車体表示義務違反（道路運
送法第９５条）

8 8

乗合バス 2019 5 13

神姫グリーンバス株式会
社(法人番号
8140001059270)代表者
本間和典

兵庫県姫路市西駅前町1
番地

篠山営業所
兵庫県篠山市
糯ヶ坪字川端ノ
甲24番地の1

輸送施設の使用停止
(10日車)

道路運送法第27条第
3項

平成31年1月8日、法令違反の疑いを端緒に監査を実施。1件の違反が認
められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規
則第21条第1項)

1 1



貨物 2019 5 14
有限会社杉山産業（法人
番号8200002006455）
代表取締役杉山進

岐阜県山県市東深瀬２
４４２－９

本社
岐阜県山県市東
深瀬字尾右２４
４２－９

輸送施設の使用停止
（２０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第４項

平成３０年８月２１日、監査方針に基づいて監査実施。７件の違反が
認められた。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安
全（以下「安全規則」）第７条１項及び第２項）、（２）点呼の記録
記載不備（安全規則第７条第５項）、（３）運転者に対する指導監督
違反（安全規則第１０条第１項）、（４）特定の運転者に対する指導
監督違反（安全規則第１０条第２項）、（５）特定の運転者に対する
適性診断受診義務違反（安全規則第１０条第２項）、（６）事故の報
告義務違反（法第２４条）、（７）事業報告書及び事業報告実績書未
提出（法第６０条１項）

2 2

貨物 2019 5 14
株式会社山一商事(法人
番号3330001018575)
代表者山口雄一

熊本県球磨郡多良木町
大字多良木1419-1

本社営業所
熊本県球磨郡多
良木町大字多良
木1419-1

輸送施設の使用停止
（100日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第8
条第1項、法第11
条、法第17条第1
項、法第17条第4
項、道路運送車両法
第48条

平成31年1月18日､監査実施。14件の違反が認められた。(1)事業計画
(自動車車庫)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法
（以下「法」）第8条第1項)、(2)運送約款の掲示違反(法第11条)､(3)運
転者台帳の記載事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下
「安全規則」）第9条の5第1項)、(4)点呼の実施義務違反(安全規則第7
条)､(5)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(6)乗務等の記
録事項義務違反(安全規則第8条)､(7)運行指示書に係る（作成、指示、
携行）義務違反(安全規則第9条の3第1項)、(8)乗務時間等の基準の遵守
違反(安全規則第3条第4項)、(9)運転者に対する指導監督違反(安全規則
第10条第1項)､(10)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規
則第10条第1項)､(11)特定運転者に対する特別な指導監督違反(安全規則
第10条第2項)､(12)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則
第10条第2項)､(13)事故の記録事項義務違反(安全規則第9条の2)､(14)定
期点検整備の実施違反(安全規則第13条､道路運送車両法第48条)

10 10

貨物 2019 5 14
有限会社エース（法人番
号7030002072425）代
表者千々岩勝史

埼玉県川越市中台南２
－１８－２５

本社
埼玉県川越市中
台南２－１８－
２５

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平成30年7月
5日、同年11月15日及び同年12月7日、監査を実施。6件の違反が認め
られた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第3条第4項）、（2）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第7条）、（3）運行記録計による記録義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（4）運行指示書による指示義
務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3）、（5）運転者
に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1
項）、（6）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第10条第2項）

3 3

貨物 2019 5 14
有限会社ＳＫ物流（法人
番号4060002010780）
代表者佐藤直也

栃木県芳賀郡益子町大
字益子１４４０メゾン
益子２０６

本社

栃木県芳賀郡益
子町大字益子１
４４０メゾン益
子２０６

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平成30年11
月7日、監査を実施。5件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の
遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）点呼
の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（3）
乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第
1項）、（4）運行指示書による作成義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第9条の3）、（5）運転者に対する指導監督違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

3 3

貨物 2019 5 14
株式会社伊達物流（法人
番号4030001033397）
代表者和泉広道

埼玉県加須市三俣２－
１５－５

本社
埼玉県加須市三
俣２－１５－５

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平成30年9月
19日、監査を実施。4件の違反が認められた。（1）点呼の実施義務違
反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（2）事故の記録事
項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の2）、（3）運転
者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条
第1項）、（4）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条
第1項）

4 4

貨物 2019 5 14
有限会社渡利商事（法人
番号8030002027840）
代表者渡利憲一

埼玉県戸田市笹目５－
２１－７

本社
埼玉県戸田市笹
目５－２１－６

輸送施設の使用停止
（110日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平成30年9月
20日、監査を実施。8件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の
遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）乗務
時間等告示なお書きの遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3
条第4項）、（3）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第6項）、（4）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第7条）、（5）運行指示書による作成義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3）、（6）運転者に対する指導
監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（7）
初任運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第10条第2項）、（8）整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第15条）

11 11

貨物 2019 5 14

株式会社トランスポート
ジャコ（法人番号
4020001032474）代表
者坂本康朋

神奈川県横浜市都筑区
池辺町３４３４

船橋
千葉県船橋市潮
見町３７－２

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平成30年11
月9日、監査を実施。6件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の
遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）点呼
の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（3）
運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9
条）、（4）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第1項）、（5）事業計画の変更認可違反（貨物自動車
運送事業法第9条第1項）、（6）事業計画事前届出違反（貨物自動車運
送事業法第9条第3項）

3 3

貨物 2019 5 14
有限会社森田重機（法人
番号5012702003679）
代表者森田吉行

東京都東村山市富士見
町３－１１－１５

本社
東京都東村山市
富士見町３－１
１－１５

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第13条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年10月26日及び同
年11月15日、監査を実施。5件の違反が認められた。（1）点呼の記録
事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）、（2）
乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第
1項）、（3）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第1項）、（4）定期点検整備の実施違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第13条）、（5）運行管理者の講習受講義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項）

4 4

タクシー 2019 5 14

恊和交通株式会社（法人
番号９４３０００１００
４７２５） 代表者高山
明大

北海道札幌市白石区米
里５条２丁目２番３０
号

本社営業所
北海道札幌市白
石区米里５条２
丁目２番３０号

文書警告

旅客自動車運送事業
運輸規則第２５条第
３項、第４項 他３
件

平成３１年１月２４日及び平成３１年２月１２日、その他事故、法令
違反、事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。４件の違反が認
められた。（１）乗務等の記録事項義務違反（旅客自動車運送事業運
輸規則第２５条第３項、第４項）、（２）事故の記録事項義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則第２６条の２）、（３）乗務員台帳の
記載事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３７条第１項）、
（４）運転者証の返納義務違反（タクシー業務適正化特別措置法第１
６条第１項、第２項）

0 0

タクシー 2019 5 14

中央自動車株式会社（法
人番号
7011501002873） 代
表者  西郡 秀文

東京都北区田端３－２
３－１０

本社営業所
東京都北区田端
３－２３－１０

輸送施設の使用停止
（35日車）

道路運送法（以下、
運送法）第27条第3
項

平成30年7月19日及び平成30年7月23日、労働局からの通知を端緒とし
て監査を実施。7件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違
反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第21条第1項)､(2)点呼
の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)､(3)乗務記録の記録事項の不備
(運輸規則第25条)､(4)運行記録計による記録義務違反(運輸規則第26条
第2項)､(5)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､
(6)高齢運転者に対する告示で定める特別な指導義務違反(運輸規則第38
条第2項)､(7)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38
条第2項)

4 4



タクシー 2019 5 14

みなとタクシー株式会社
（法人番号
9011401006171） 代
表者 古知 愛一郎

東京都江東区新木場２
－４－３

本社営業所
東京都板橋区前
野町２－３１－
２

輸送施設の使用停止
（10日車）

運送法第27条第3
項、運送法第29条

平成30年10月9日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実施。5
件の違反が認められた。(1)事故の記録義務違反(旅客自動車運送事業運
輸規則(以下､運輸規則)第26条の2)､(2)運転者に対する指導監督義務違
反(運輸規則第38条第1項)､(3)事故惹起運転者に対する告示で定める特
別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､(4)事故惹起運転者に対する
適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)､(5)事故の未届出(運送法
第29条)

1 1

タクシー 2019 5 14

有限会社宝積寺タクシー
（法人番号
4060002013123） 代
表者 束原 正記

栃木県塩谷郡高根沢町
大字宝積寺２４２３－
７

宝積寺営業
所

栃木県塩谷郡高
根沢町宝積寺２
４２３－７

輸送施設の使用停止
（40日車）

運送法第27条第3
項、道路運送車両法
（以下、車両法）第
48条

平成30年11月19日及び平成30年12月5日、長期間監査未実施であるこ
とを端緒として監査を実施。6件の違反が認められた。(1)乗務時間等の
基準の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第21条第
1項)､(2)健康状態の把握義務違反(運輸規則第21条第5項)､(3)運転者に
対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(4)高齢運転者に対す
る告示で定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､(5)高齢運
転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)､(6)定期点
検整備の未実施(車両法第48条)

4 4

タクシー 2019 5 14
三和交通株式会社（法人
番号1011501009453）
代表者 太田 祥平

東京都荒川区南千住３
－１２－６

本社営業所
東京都荒川区南
千住３－１２－
６

輸送施設の使用停止
（30日車）

運送法第27条第3
項、運送法第29条

平成30年11月9日及び平成30年11月26日、公安委員会からの通知を端
緒として監査を実施。5件の違反が認められた。(1)事故の記録義務違反
(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第26条の2)､(2)運転者に
対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(3)事故惹起運転者･高
齢運転者に対する告示で定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第
2項)､(4)事故惹起運転者･高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運
輸規則第38条第2項)､(5)事故の未届出(運送法第29条)

3 3

乗合バス 2019 5 14

松戸新京成バス株式会社
（法人番号：
6040001028758） 代
表者 原一彰

千葉県鎌ヶ谷市くぬぎ
山4-1-12

松戸営業所
千葉県松戸市紙
敷96-36

輸送施設の使用停止
（30日車）

道路運送法第13条
平成31年2月27日及び平成31年3月4日、調査を実施。1件の違反が認め
られた。(1)運送引受義務違反(道路運送法第13条)

8 8

貸切バス 2019 5 14

有限会社渡良瀬観光（法
人番号：
9050002023804） 代
表者 田續勇人

茨城県古河市鳥喰525 東京営業所
東京都足立区皿
沼1-22-9

輸送施設の使用停止
（80日車）

道路運送法第20条

平成30年6月12日及び平成30年6月15日、区域拡大を行ったことを端緒
に監査を実施。6件の違反が認められた。(1)営業区域外旅客運送(道路
運送法第20条)､(2)運行管理補助者の届出義務違反(旅客自動車運送事業
運輸規則(以下｢運輸規則｣)第68条)､(3)運送引受書の記載事項の不備(運
輸規則第7条の2第1項)､(4)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第
5項)､(5)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)､
(6)初任運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)

8 8

貸切バス 2019 5 14

西東京バス株式会社（法
人番号：
1010101003032） 代
表者 宮坂周治

東京都八王子市明神町
3-1-7

恩方営業所
東京都八王子市
下恩方町281-1

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

平成31年3月7日、定期的な監査を実施。1件の違反が認められた。(1)
運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条
第1項)

0 0

貸切バス 2019 5 14

有限会社仁科観光（法人
番号：
1030002119710） 代
表者 仁科成実

埼玉県飯能市大字川寺
475-13

本社営業所
埼玉県飯能市大
字川寺475-13

輸送施設の使用停止
（270日車）

道路運送法第9条の2
第1項

平成30年6月18日及び平成30年6月19日、定期的な監査を実施。9件の
違反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法(以下｢運
送法｣)第9条の2第1項)､(2)乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送
事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第21条第1項)､(3)疾病のおそれのある乗
務(運輸規則第21条第5項)､(4)点呼の実施等義務違反(運輸規則第24条)､
(5)乗務員台帳の作成､備付け義務違反(運輸規則第37条第1項)､(6)運転
者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(7)初任･高齢運転
者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､(8)初任･高齢運
転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)､(9)報告義
務違反(運送法第94条第1項)

27 27

貸切バス 2019 5 14

有限会社トランスワール
ドインターナショナル
（法人番号：
8040002059577） 代
表者 横山和昇

千葉県印西市中央南1-
13-1122

本社営業所
千葉県成田市大
清水47-1

輸送施設の使用停止
（230日車）

道路運送法第9条の2
第1項

平成30年6月6日及び平成30年6月7日、定期的な監査を実施。9件の違
反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法(以下｢運送
法｣)第9条の2第1項)､(2)営業区域外旅客運送(運送法第20条)､(3)運送引
受書の記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)
第7条の2第1項)､(4)乗務時間等告示の遵守違反(運輸規則第21条第1項)､
(5)点呼の実施義務違反(運輸規則第24条)､(6)乗務等の記録の記載事項
不備(運輸規則第25条第2項)､(7)運行記録計による記録義務違反(運輸規
則第26条第1項)､(8)運行指示書の記載事項不備(運輸規則第28条の2第1
項)､(9)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2
項)

23 23

貸切バス 2019 5 14

関根観光有限会社（法人
番号：
5050002024979） 代
表者 関根弘

茨城県古河市下大野
751-5

本社営業所
茨城県古河市下
大野751-5

輸送施設の使用停止
（450日車）及び輸送
の安全確保命令

道路運送法第9条の2
第1項

平成30年7月24日及び平成30年8月14日、定期的な監査を実施。13件の
違反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法(以下｢運
送法｣)第9条の2第1項)､(2)営業区域外旅客運送(運送法第20条)､(3)運送
引受書の記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規
則｣)第7条の2第1項)､(4)疾病のおそれのある乗務(運輸規則第21条第5
項)､(5)点呼の実施等義務違反(運輸規則第24条)､(6)乗務等の記録の記
載事項不備(運輸規則第25条第2項)､(7)運行記録計による記録義務違反
(運輸規則第26条第1項)､(8)運行指示書の記載事項不備(運輸規則第28条
の2第1項)､(9)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1
項)､(10)初任運転者及び高齢運転者に対する特別な指導義務違反(運輸
規則第38条第2項)､(11)初任運転者及び高齢運転者に対する適性診断受
診義務違反(運輸規則第38条第2項)､(12)定期点検整備等の未実施(運輸
規則第45条)､(13)運行管理者に対する講習受講義務違反(運輸規則第48
条の4第1項)

45 45

貸切バス 2019 5 14

ＮＫＭＣ ＯＭＮＩＢＵ
Ｓ株式会社（法人番号：
1090003001085） 代
表者 柳川豊

山梨県甲府市上曽根町
3200-101

本社営業所
山梨県甲府市上
曽根町3200-101

文書警告（処分日車
数20日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3.(6)
による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第46条

平成31年3月8日、定期的な監査を実施。2件の違反が認められた。(1)
整備管理者の研修受講義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運
輸規則｣)第46条)､(2)運行管理者に対する講習受講義務違反(運輸規則第
48条の4第1項)

19 19

貸切バス 2019 5 14

有限会社南ぬ島交通（法
人番号：
3360002021781） 代
表取締役下野英信

沖縄県石垣市字新川８
２２－８

本社営業所
沖縄県石垣市字
新川８２２－８

文書警告（処分日車
数10日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3.(6)
による）

道路運送法第２７条
第３項

平成３０年１月１７日、継続的な監視が必要な事業者であることを端
緒に監査を実施。６件の違反が認められた。（１）輸送の安全及び旅
客の利便を確保するための遵守事項違反、運行指示書の作成等義務違
反（旅客自動車運送事業運輸規則第（以下「運輸規則」）２８条の２
第１項）、（２）乗務員台帳の作成、備付け義務違反（運輸規則第３
７条第１項）、（３）「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転
者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する指導監督
義務違反（運輸規則第３８条第１項）

65 1

貸切バス 2019 5 14

てぃーだ観光株式会社
（法人番号：
4260001027797） 代
表取締役崎原真弓

沖縄県糸満市西崎町５
－１４－１１

本社営業所
沖縄県糸満市西
崎町５－１４－
１１

輸送施設の使用停止
（６０日車）

道路運送法第９条の
２第１項

平成３０年１０月２日、事業の新規許可を端緒に監査を実施。１件の
違反が認められた。運賃料金事前届出、運賃料金変更事前届出違反
（道路運送法第９条の２第２項）

6 6

貨物 2019 5 15

有限会社ワンプラスワン
（法人番号
5180302017439）代表
取締役山野重勝

愛知県安城市東栄町５
丁目２５番地３

小牧
愛知県小牧市大
字入鹿出新田字
郷中５４５

輸送施設の停止（５
０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項

平成３０年１２月３日、関係機関からの情報を端緒として監査実施。
３件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、
（２）乗務時間等告示なお書きの遵守違反（安全規則第３条第４
項）、（３）点呼の実施違反（安全規則第７条１項から第３項）

8 5



貨物 2019 5 15

有限会社泉州リクソウ
サービス（法人番号
3120102020674）代表
者西村豪

大阪府和泉市松尾寺町
１９０８番地

本社
大阪府和泉市一
条院町３８番１
号

輸送施設の使用停止
（９５日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年３月２９日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実
施。２件の違反が認められた。（１）整備不良車両等（不正改造のも
の）（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１３条、道路運送車両法第
４０条～４３条、第４７条）、（２）定期点検整備の実施違反（３ヶ
月点検）（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１３条、道路運送車両
法第４８条）

10 10

貸切バス 2019 5 15

株式会社オズ・トリップ
（法人番号３０５０００
１０１５１９６） 代表
者神田三起男

長野県千曲市上山田温
泉３－１２－２

本社営業所
長野県千曲市上
山田温泉２－３
２－１１

輸送施設の使用停止
（１２０日車）

道路運送法第２０条
及び同法第２７条第
３項

平成３１年１月２２日、監査実施。９件の違反が認められた。（１）
営業区域外旅客運送（道路運送法第２０条）（２）運送引受書の交付
義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第７条の２第１項）（３）乗
務時間等告示の遵守違反（旅客自動車運送事業運輸規則第２１条第１
項）（４）疾病、疲労等のおそれのある乗務（旅客自動車運送事業運
輸規則第２１条第５項）（５）点呼の記録義務違反（旅客自動車運送
事業運輸規則第２４条第５項）（６）運行指示書の作成等義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則第２８条の２第１項）（７）乗務員台
帳の作成、備付け義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３７条第
１項）（８）運転者に対する指導監督告示による運転者に対する特別
な指導及び適性診断受診義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３
８条第２項）

12 12

貨物 2019 5 16

北陸トナミ運輸株式会社
（法人番号５２３０００
１０１００２０） 代表
者阿部勉

富山県高岡市上四屋４
－４２

本社営業所
富山県高岡市上
四ツ屋５８０－
１

文書警告
貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年１１月１６日、監査実施。２件の違反が認められた。
（１））点呼の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第
１項～第２項）（２）点呼の記録違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第７条第５項）

0 0

貨物 2019 5 16
有限会社宇参商事（法人
番号2030002046557）
代表者宇参正和

滋賀県甲賀市甲賀町隠
岐２４０３－１７

滋賀
滋賀県甲賀市甲
賀町隠岐２４０
３－１７

輸送施設の使用停止
（１６５日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３１年１月１８日及び同年１月２１日、前回行政処分の違反項目
の改善が見受けられなかったことを端緒に監査を実施。１０件の違反
が認められた。（１）運送約款の無掲示（貨物自動車運送事業法第１
１条）、（２）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第７条）、（３）点呼記録の不実記載（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項）、（４）点呼の記録事項義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第７条第５項）、（５）乗務等の記録事項義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第８条）、（６）運行記録計
による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条）、
（７）高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第１０条第２項）、（８）定期点検整備の実施違反
（３ヶ月点検）（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１３条、道路運
送車両法第４８条）、（９）整備管理者の研修受講義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第１５条）、(１０)報告義務違反（貨物自動
車運送事業法第６０条第１項）

34 34

タクシー 2019 5 16

株式会社冨士タクシー
（法人番号１２２０００
１００５７６８） 代表
者塚本泰久

石川県金沢市御供田町
ホ１７１－２

本社営業所
石川県金沢市御
供田町ホ１７１
－２

輸送施設の使用停止
（３０日車）

道路運送法第２７条
第３項

平成３０年１１月２９日、監査実施。４件の違反が認められた。
（１））乗務時間等告示の遵守違反（旅客自動車運送事業運輸規則第
２１条第１項）（２）疾病、疲労等のおそれのある乗務（旅客自動車
運送事業運輸規則第２１条第５項）（３）運転者に対する指導監督告
示による運転者に対する特別な指導及び適性診断受診義務違反（旅客
自動車運送事業運輸規則第３８条第２項）（４）運行管理者の講習
（一般講習）受講義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第４８条の
４第１項）

3 3

貸切バス 2019 5 16

株式会社シーエイチアイ
(法人番号
8010401017741)代表者
露崎強

東京都港区元麻布三丁
目4番41号

ＣＨＩ観光
バス大阪営
業所

大阪府堺市堺区
少林寺町西一丁
23番地

輸送施設の使用停止
(130日車)

道路運送法第20条

平成30年11月6日、同年11月15日及び11月17日、法令違反の疑いを端
緒に監査を実施。4件の違反が認められた。(1)営業区域外旅客運送(道
路運送法第20条)、(2)運送引受書の記載事項義務違反(旅客自動車運送
事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第7条の2第1項)、(3)健康状態の把握義
務違反(運輸規則第21条第5項)、(4)点呼の記録事項義務違反(運輸規則
第24条第5項)

52 13

貨物 2019 5 17

有限会社アシスト（法人
番号３２３０００２００
５２１１） 代表者中島
邦雄

富山県中新川郡立山町
利田２２８１

本社営業所
富山県中新川郡
立山町利田２２
８１

輸送施設の使用停止
（３０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年８月３１日、監査実施。５件の違反が認められた。（１）
点呼の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第１項～第
３項）（２）点呼の記録違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７
条第５項）（３）乗務等の記録違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第８条）（４）指導監督告示による運転者に対する指導及び監督違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第１項）（５）運行管
理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第２３条
第１項）

3 3

貨物 2019 5 17

株式会社Ｔ・Ｉサービス
（法人番号
8190001021614） 代
表者岩本相徳

三重県亀山市山下町１
３８番地１

本社
三重県亀山市山
下町１３８番地
４

輸送施設の使用停止
（９０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項

平成３０年１１月９日、関係機関からの情報を端緒として監査実施。
１２件の違反が認められた。（１）事業計画変更認可違反【車庫】
（法第９条第１項）、（２）運送約款の無掲示（法第１１条）、
（３）健康状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
（以下「安全規則」）第３条第６項）、（４）点呼の実施義務違反
（安全規則第７条第１項及び第２項）、（５）点呼の記録記載不備
（安全規則第７条第５項）、（６）乗務等の記録記載不備（安全規則
第８条）、（７）運行記録計による記録義務違反（安全規則第９
条）、（８）事故の記録記載不備（安全規則第９条の２）、（９）運
転者台帳の記載不備（安全規則第９条の５第１項）、（１０）特定の
運転者に対する指導監督違反（安全規則第１０条第２項）、（１１）
特定の運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第１０条第２
項）、（１２）運行管理者の補助者について、要件を満たしていない
者を選任していた。（安全規則第１８条第３項）

9 9

貨物 2019 5 17

株式会社マルセイカンパ
ニー（法人番号
8180001007432）代表
取締役金田清一

愛知県名古屋市港区い
ろは町２丁目７

本社
愛知県名古屋市
港区品川町１丁
目５７番地

輸送施設の使用停止
（１００日車）及び
文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項

平成３０年１２月６日、監査方針に基づいて監査実施。１２件の違反
が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送
事業運輸安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、（２）健康
状態の把握義務違反（安全規則第３条第６項）、（３）点呼の実施義
務違反（安全規則第７条第１項及び第２項）、（４）点呼の記録記載
不備（安全規則第７条第５項）、（５）乗務等の記録記載不備（安全
規則第８条）、（６）運転者に対する指導監督違反（安全規則第１０
条第１項）、（７）特定の運転者に対する指導監督違反（安全規則第
１０条第２項）、（８）特定の運転者に対する指導監督違反（安全規
則第１０条第２項）。（９）日常点検の実施違反（安全規則第１３
条）、（１０）整備管理者の選任（変更）届出違反（安全規則第１３
条）、（１１）定期点検整備の実施違反（安全規則第１３条第１
号）、（１２）運行管理者の選任（解任）届出違反（安全規則第１９
条）

10 10

貨物 2019 5 17
有限会社鈴鹿物流サービ
ス（9190002004724法
人番号）取締役山本浩

三重県亀山市関町神所
６１番地の２

川越
三重県三重郡川
越町大字高松１
３４

輸送施設の使用停止
（３０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第４項

平成３１年１月１７日、監査方針に基づいて監査実施。５件の違反が
認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、（２）点呼の
実施義務違反（安全規則第７条第１項及び第２項）、（３）点呼の記
録記載不備（安全規則第７条第５項）、（４）運行記録計による記録
義務違反（安全規則第９条）、（５）運転者に対する指導監督違反
（安全規則第１０条第１項）

15 3



貨物 2019 5 17

真沙斗急送有限会社（法
人番号
9210002003418）代表
取締役前川彦実

福井県勝山市北郷町森
川第５号２０番地

本社
福井県勝山市北
郷町森川第５号
２０番地

輸送施設の使用停止
（１６０日車）及び
文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
９条第１項、法第１
７条第４項

平成３０年６月２６日、監査方針に基づいて監査実施。１８件の違反
が認められた。（１）事業計画変更認可違反【車庫】（法第９条第１
項）、（２）事業計画変更事前届出違反（法第９条第３項）、（３）
乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以
下「安全規則」）第３条第４項）、（４）健康状態の把握違反（安全
規則第３条第６項）、（５）点呼の実施義務違反（安全規則第７条第
１項及び第２項）、（６）点呼の記録記載不備（安全規則第７条第５
項）、（７）乗務等の記録記載不備（安全規則第８条）、（８）運行
記録計による記録違反（安全規則第９条）、（９）運転者台帳の記載
不備（安全規則第９条の５第１項）、（１０）運転者に対する指導監
督違反（安全規則第１０条第１項）、（１１）運転者に対する指導監
督の記録不備（安全規則第１０条第１項）、（１２）特定の運転者に
対する指導監督違反（安全規則第１０条第２項）、（１３）特定の運
転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第１０条第２項）、
（１４）運行管理者の研修受講義務違反（安全規則第２３条第１
項）、（１５）整備不良車両等（安全規則第１３条）、（１６）整備
管理者の研修受講義務違反（安全規則第１５条）、（１７）健康保険
法等に基づく社会保険等未加入（安全規則第２５条第２項）、（１
８）報告義務違反（法第６０条第１項）

16 16

貨物 2019 5 17
株式会社薦田運輸（法人
番号3500001009862)代
表者薦田勝博

愛媛県新居浜市船木５
０８４番地の１

本社営業所
愛媛県新居浜市
垣生３丁目乙３
１０－９

輸送施設の使用停止
（10日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項、第
4項

平成３１年１月２４日、死亡事故を端緒として監査を実施したとこ
ろ、８件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が不
適切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度を超え、乗務し
ていた者があったこと（安全規則第3条第4項）、(2)運転者に対する点
呼が確実になされていなかったこと（安全規則第7条第1項、第2項、第
3項）、(3)運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であった
こと（安全規則第7条第5項）、(4)運転者の乗務について定められた事
項の記録の保存が確実になされていなかったこと（安全規則第8条）、
(5)運行記録計による記録が確実になされていなかったこと（安全規則
第9条）、(6)運転者台帳について定められた事項の記録が不適切であっ
たこと（安全規則第9条の5第1項）、(7)事業用自動車の運行の安全を
確保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと
（安全規則第10条第1項）、(8)死傷事故を引き起こした運転者に対し
て事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項につい
ての特別な指導が不適切だったこと（安全規則第10条第2項）

1 1

タクシー 2019 5 17
株式会社香流運輸（法人
番号2180001001812）
代表取締役高木千榮子

愛知県名古屋市名東区
引山４丁目６０６番地

本社
愛知県名古屋市
名東区引山４丁
目６０６番地

輸送施設の使用停止
（１０日車）及び文
書警告

道路運送法（以下
「法」）第２７条第
３項

平成３１年２月１８日、監査方針に基づいて監査実施。３件の違反が
認められた。（１）健康状態の把握義務違反（旅客自動車運送事業運
輸規則（以下「運輸規則」）第２１条第５項）、（２）特定の運転者
に対する指導監督違反（運輸規則第３８条第２項）、（３）特定の運
転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第３８条第２項）

1 1

タクシー 2019 5 17

名鉄交通第三株式会社
（法人番号
2180001120645）代表
取締役河原英穂

愛知県名古屋市中川区
東起町３丁目２１－５

第三営業基
地

愛知県名古屋市
中川区東起町３
丁目２１－５

輸送施設の使用停止
（１０日車）及び文
書警告

道路運送法（以下
「法」）第２７条第
３項

平成３１年１月８日、監査方針に基づいて監査実施。３件の違反が認
められた。（１）運転者に対する指導監督違反（旅客自動車運送事業
者運輸規則第（以下「運輸規則」）３８条第１項）、（２）特定の運
転者に対する指導監督違反（運輸規則第３８条第２項）、（３）特定
の運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第３８条第２項）

1 1

タクシー 2019 5 17

東宝タクシー株式会社
(法人番号
4120001003928)代表者
坂本篤紀

大阪府大阪市西成区南
津守5丁目4番26号

本社
大阪府大阪市西
成区南津守5丁目
4番26号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数（放
置駐車違反）が過去1年以内に3件に達した。(1)運転者に対する指導監
督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

タクシー 2019 5 17

ワンコインドーム株式会
社(法人番号
5120001104816)代表者
町野革

大阪府大阪市西区千代
崎3-7-2

本社
大阪府大阪市西
区千代崎3-7-2

文書警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数（放
置駐車違反）が過去1年以内に3件に達した。(1)運転者に対する指導監
督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

4 0

タクシー 2019 5 17

有限会社ラッキータク
シー(法人番号
3330002011356) 代表
者松本壽雄

熊本県熊本市南区野口
2-13-23

本社営業所
熊本県熊本市南
区野口2-13-23

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和1年5月17日､監査実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対す
る指導監督違反（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

タクシー 2019 5 17

熊本タクシー株式会社
(法人番号
3330001001515) 代表
者倉岡征宏

熊本県熊本市中央区船
場町下1-31

田迎営業所
熊本県熊本市南
区幸田1-4-20

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和1年5月17日､監査実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対す
る指導監督違反（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

貨物 2019 5 19

イーストン株式会社（法
人番号
1190001003156）代表
取締役駒田利裕

三重県亀山市菅内町１
１２７番地１

本社
三重県亀山市菅
内町字東野１１
２７番地１

輸送施設の使用停止
（１６０日車）及び
文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項、法第
２５条第２項

平成３０年１２月２０日及び平成３０年１２月２７日、監査方針に基
づいて監査実施。１４件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基
準の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第３条第４項）、（２）健康状態の把握義務違反（安全規則第
３条第６項）、（３）点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１項及
び第２項）、（４）点呼の記録記載不備（安全規則第７条第５項）、
（５）乗務等の記録記載不備（安全規則第８条）、（６）運転者台帳
の記載不備（安全規則第９条の５第１項）、（７）運転者に対する指
導監督違反（安全規則第１０条第１項）、（８）運転者に関する指導
監督に関わる記録記載不備（安全規則第１０条第１項）、（９）特定
の運転者に対する指導監督違反（安全規則第１０条第２項）、（１
０）特定の運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第１０条
第２項）、（１１）定期点検未実施（安全規則第１３条第１項）、
（１２）事故の報告義務違反（法第２４条）、（１３）社会保険等加
入義務者の一部未加入（法第２５条第２項）、（１４）報告義務違反
（法第６０条第１項）

16 16

貨物 2019 5 20
浪岡運送有限会社（法人
番号9180002085856）
代表取締役浪岡利夫

愛知県知多郡美浜町大
字野間字下高田２３６
番地の１

本社

愛知県知多郡美
浜町大字野間字
下高田２１４番
地の１

輸送施設の停止（２
０日車）

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項

平成３１年２月７日、監査方針に基づいて監査実施。１件の違反が認
められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）

2 2

貨物 2019 5 20

株式会社中間ＴＲＣ（法
人番号
6190001003746）代表
取締役高野泰宏

三重県津市一志町小山
８３７－２０

本社
三重県津市一志
町小山８３７－
２０

輸送施設の使用停止
（２０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第４項

平成３０年１２月１２日、監査方針に基づいて監査実施。８件の違反
が認められた。（１）点呼の記録記載不備（貨物自動車運送事業輸送
安全規則（以下「安全規則」）第７条第５項）、（２）乗務等の記録
記載不備（安全規則第８条）、（３）運転者台帳の記載不備（安全規
則第９条の５第１項）、（４）運転者に対する指導監督違反（安全規
則第１０条第１項）、（５）運転者に対する指導監督の記録記載不備
（安全規則第１０条第１項）、（６）特定の運転者に対する指導監督
違反（安全規則第１０条第２項）、（７）特定の運転者に対する適性
診断受診義務違反（安全規則第１０条第２項）、（８）報告義務違反
（法第６０条第１項）

2 2
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株式会社エイトサービス
（法人番号
5080002015406）代表
取締役八木亨

静岡県榛原郡吉田町片
岡３０７０番地の１

本社営業所
（利兼）

静岡県榛原郡吉
田町片岡字中ノ
坪３０７０番１

輸送施設の使用停止
（２０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第４項

平成３０年１１月２９日、監査方針に基づいて監査実施。５件の違反
が認められた。（１）健康状態の把握違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則（以下「安全規則」）第３条第６項）、（２）点呼の実施義
務違反（安全規則第７条第１項及び第２項）、（３）点呼の記録記載
不備（安全規則第７条第５項）、（４）特定の運転者に対する指導監
督違反（安全規則第１０条第２項）、（５）特定の運転者に対する適
性診断受診義務違反（安全規則第１０条第２項）

2 2

貨物 2019 5 20

有限会社トランスタッフ
（法人番号
2180002092850）代表
取締役村田憲治

愛知県愛西市金棒町北
３８番地の２

本社
愛知県稲沢市高
御堂１丁目１７
番１１号

輸送施設の使用停止
（４０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項

平成３０年１１月１５日、監査方針に基づいて監査実施。７件の違反
が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、（２）乗務
時間等告示なお書きの遵守違反（安全規則第３条第４項）、（３）健
康状態の把握違反（安全規則第３条第６項）、（４）点呼の実施義務
違反（安全規則第７条第１項及び第２項）、（５）点呼の記録記載不
備（安全規則第７条第５項）、（６）乗務等の記録記載不備（安全規
則第８条）、（７）特定の運転者に対する適性診断受診義務違反（安
全規則第１０条第２項）

4 4

タクシー 2019 5 20

三重近鉄タクシー株式会
社（法人番号
3190001016370）代表
者大西史人

三重県四日市市久保田
１丁目２番２３号

伊勢
三重県伊勢市本
町１９番地２２
号

輸送施設の使用停止
（７０日車）

道路運送法（以下
「法」）第２７条第
３項

平成３１年３月６日、監査方針に基づいて監査実施。３件の違反が認
められた。（１）整備管理者に対する権限付与義務違反（旅客自動車
運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第４５条）、（２）無車検運
行（運輸規則第４５条）、（３）定期点検整備（１２月点検）の実施
違反（運輸規則第４５条第１号）

14 7
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遠鉄タクシー株式会社
（法人番号
9080401000839）代表
者丸山晃司

静岡県浜松市中区上島
１丁目１１番１５号

浜松西
静岡県浜松市西
区湖東町５６７
１

文書警告
道路運送法（以下
「法」）第２７条第
３項

平成３１年２月２１日、監査方針に基づいて監査実施。２件の違反が
認められた。（１）点呼の記録記載不備（運輸規則第２４条第５
項）、（２）運転者に対する指導監督違反（運輸規則第３８条第１
項）

1 0

乗合バス 2019 5 20

帝産湖南交通株式会社
(法人番号
9160001012986)代表者
大西真澄

滋賀県草津市山寺町188
番地

田上
滋賀県大津市上
田上中野町字前
田294番地

文書警告
道路運送法第27条第
3項

平成31年3月13日、法令違反の疑いを端緒に監査を実施。2件の違反が
認められた。（1）運転者に対する指導監督義務違反（旅客自動車運送
事業運輸規則（以下、「運輸規則」）第38条第1項）、（2）運転者に
対する適性診断受診義務違反（運輸規則第38条第2項）

1 0

貨物 2019 5 21

新北大阪運送株式会社
（法人番号
3120001065705）代表
者阿部清美

大阪府大阪市北区大淀
中３－１１－８

本社
大阪府大阪市北
区大淀中３－１
１－８

輸送施設の使用停止
（５０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年７月２０日及び同年８月２８日、関係機関からの情報を端
緒に監査を実施。６件の違反が認められた。（１）事業計画変更認可
違反（自動車車庫の位置）（貨物自動車運送事業法第９条第１項）、
（２）健康状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
３条第６項）、（３）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第７条）、（４）点呼の記録義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第７条第５項）、（５）乗務等の記録事項義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第８条）、（６）運転者台帳の記
載事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条の５第１
項）

5 5

貨物 2019 5 21

有限会社鹿児島マルトウ
(法人番号
5340002012863) 代表
者上栗幸祐

鹿児島県鹿児島市中山
町6069-1

本社営業所
鹿児島県鹿児島
市中山町6069-1

輸送施設の使用停止
(10日車)

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

平成30年12月17日､監査実施。1件の違反が認められた。(1)過積載運送
(貨物自動車運送事業法第17条第3項)

1 1

貨物 2019 5 21

株式会社エイチイム（法
人番号
7030001049036）代表
者關宏

埼玉県入間郡三芳町上
富１８１８－１

本社
埼玉県富士見市
大字下南畑３０
２－２

輸送施設の使用停止
（170日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第13条

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平成30年10
月5日及び同年10月15日、監査を実施。10件の違反が認められた。
（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
3条第4項）、（2）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第6項）、（3）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第7条）、（4）運行指示書による作成義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3）、（5）運転者に対する指導
監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（6）初
任運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
10条第2項）、（7）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（8）定期点検整備の実
施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条）、（9）事業計画の
変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、（10）事業計画
事後届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）

17 17

貨物 2019 5 21

株式会社エヌ・エス・
アール（法人番号
4030001073988）代表
者中澤英岐

埼玉県川口市安行北谷
６０９－１

本社
埼玉県川口市安
行北谷６０９－
１

輸送施設の使用停止
（80日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平成30年10
月18日、監査を実施。9件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示
の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）点
呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、
（3）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第9条）、（4）事故の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第9条の2）、（5）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（6）運行管理者の講習受講
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項）、（7）運
行管理者の選任（解任）未届出違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第19条）、（8）事故の未報告（貨物自動車運送事業法第24条、自動
車事故報告規則第3条第1項）、（9）事業計画の変更認可違反（貨物自
動車運送事業法第9条第1項）

8 8

貨物 2019 5 21
有限会社夢咲（法人番号
2020002079368）代表
者黒川長一

神奈川県横浜市旭区上
白根１－１２－４

本社
神奈川県横浜市
上白根１－１２
－４

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年8月14日及び同年
9月20日、監査を実施。11件の違反が認められた。（1）乗務時間等告
示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）
疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6
項）、（3）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第7条）、（4）点呼の記録保存義務違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第7条第5項）、（5）乗務等の記録保存義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第8条第1項）、（6）運行記録計による記録義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（7）運行記録計によ
る記録保存義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、
（8）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第10条第1項）、（9）高齢運転者に対する指導監督違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（10）高齢運転者に対する適性
診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、
（11）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
13条）

6 6

貨物 2019 5 21

株式会社アジェクト（法
人番号
6030001022514）代表
者青木浩二

埼玉県戸田市氷川町３
－１０－２７

本社
埼玉県戸田市氷
川町３－１０－
２７

輸送施設の使用停止
（220日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年10月26日及び同
年11月16日、監査を実施。5件の違反が認められた。（1）乗務時間等
告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、
（2）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3
条第6項）、（3）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第7条）、（4）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第10条第1項）、（5）整備管理者の研修受講義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第15条）

22 22

貨物 2019 5 21
石塚運送有限会社（法人
番号9040002102154）
代表者石塚誠一

千葉県勝浦市浜勝浦８
０

本社
千葉県勝浦市浜
勝浦８０

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

過積載運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平成31年2
月4日、監査を実施。1件の違反が認められた。（1）過積載運送（貨物
自動車運送事業法第17条第3項）

3 3
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株式会社銚子物流セン
ター（法人番号
2040001062876）代表
者五木田健一

千葉県銚子市黒生町７
３９４－１２

本社
千葉県銚子市黒
生町７３９４－
１２

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

過積載運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平成31年2
月19日、監査を実施。1件の違反が認められた。（1）過積載運送（貨
物自動車運送事業法第17条第3項）

3 3

タクシー 2019 5 21 和田 一廣 神奈川県横須賀市 個人
神奈川県横須賀
市

輸送施設の使用停止
（60日車）

ﾀｸｼｰ業務適正化特別
措置法第37条第8項

ﾀｸｼｰ業務適正化特別措置法第37条第3項の規定による適正化事業実施機
関（一般財団法人神奈川ﾀｸｼｰｾﾝﾀｰ）に対し、負担金を納付する義務が
あるにもかかわらず、平成25年度から平成29年度分の負担金を納付せ
ず、平成30年12月11日付け関自旅二第2472号による負担金納付命令
（納付期限平成31年1月10日）に従わなかったこと。(1)負担金納付命
令違反(ﾀｸｼｰ業務適正化特別措置法第37条第8項)

6 6
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東京第一交通株式会社
（法人番号
5011801003144） 代
表者 柴田 宣夫

東京都葛飾区西亀有２
－３－３

本社営業所
東京都葛飾区西
亀有２－３－３

輸送施設の使用停止
（10日車）

運送法第27条第3項

平成30年11月21日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実施。3
件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動
車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第38条第1項)､(2)高齢運転者に対
する告示で定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､(3)高齢
運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)

1 1

タクシー 2019 5 21

コンドル馬込交通株式会
社（法人番号
8010801014289） 代
表者 岩田 将克

東京都大田区北馬込２
－３０－３

本社営業所
東京都大田区北
馬込２－３０－
３

輸送施設の使用停止
（60日車）

車両法第58条第1項
平成30年12月18日、監査を実施。1件の違反が認められた。(1)無車検
運行(車両法第58条第1項)

7 6

乗合バス 2019 5 21

川越観光自動車株式会社
（法人番号：
7010601010084） 代
表者 安田理

東京都墨田区押上1-1-2
森林公園営
業所

埼玉県比企郡滑
川町大字羽尾字
両家3897-3

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

平成31年3月1日及び平成31年3月27日、法令違反の疑いがあることを
端緒に監査を実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監
督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

乗合バス 2019 5 21
徳島バス株式会社（法人
番号4480001001730)代
表者金原克也

徳島県徳島市出来島本
町１丁目２５

橘営業所
徳島県阿南市橘
町幸野８５

文書勧告
道路運送法第27条第
3項

平成３１年４月１８日、旅客自動車運送事業に関する監査方針に基づ
き監査を実施したところ、１件の違反が確認された。(1)発車時刻前に
事業用自動車を発車させたこと（運輸規則第12条）

0 0

貸切バス 2019 5 21 中村弘 埼玉県比企郡嵐山町 本社営業所
埼玉県比企郡嵐
山町

輸送施設の使用停止
（230日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第7条の2第
1項

平成30年10月11日、定期的な監査を実施。7件の違反が認められた。
(1)運送引受書の交付義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸
規則｣)第7条の2第1項)､(2)点呼の記録等義務違反(運輸規則第24条第5
項)､(3)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)､(4)
高齢運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､(5)高
齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)､(6)定
期点検整備等の未実施(運輸規則第45条)､(7)整備管理者の研修受講義務
違反(運輸規則第46条)

23 23

貨物 2019 5 22

カネ政運輸有限会社（法
人番号
4180002068849）代表
取締役田島亜子

愛知県小牧市中央四丁
目１３８番地の１

小牧
愛知県小牧市大
字上末字東山３
４８４－１

輸送施設の使用停止
（６０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項

平成３１年２月８日、監査方針に基づいて監査実施。５件の違反が認
められた。（１）事業計画変更事前届出違反（法第９条第３項）、
（２）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則（以下「安全規則」）第３条第４項）、（３）乗務時間等告示なお
書きの遵守違反（安全規則第３条第４項）、（４）健康状態の把握違
反（安全規則第３条第６項）、（５）運行記録計による記録違反（安
全規則第９条）

6 6

貨物 2019 5 22 北尾 慶治 三重県志摩市阿児町 本店
三重県志摩市阿
児町

輸送施設の使用停止
（６０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
９条第１項、法第１
７条第１項

平成３０年１２月１１日、監査方針に基づいて監査実施。１１件の違
反が認められた。（１）事業計画変更認可違反【車庫】（法第９条第
１項）、（２）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、（３）点呼の実施
義務違反（安全規則第７条第１項及び第２項）、（４）点呼の記録記
載不備（安全規則第７条第５項）、（５）乗務等の記録記載不備（安
全規則第８条）、（６）乗務等の記録違反（安全規則第８条）、
（７）運行記録計による記録違反（安全規則第９条）、（８）運転者
台帳の記載不備（安全規則第９条の５第１項）、（９）輸送の安全に
かかわる情報の公表違反（法第２４条の３）、（１０）報告義務違反
（法第６０条第１項）、（１１）車体表示義務違反（道路運送法第９
５条）

6 6

貨物 2019 5 22
安全産業株式会社(法人
番号1340001000286)
代表者矢野健

鹿児島県鹿児島市谷山
港2-1-6

JDセンター
営業所

鹿児島県鹿児島
市谷山港1-24-4

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和1年5月14日､監査実施。4件の違反が認められた。(1)運転者台帳の
記載事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規
則」)第9条の5第1項)､(2)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条
第1項)､(3)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反
(安全規則第10条第1項)､(4)運転者に対する指導監督の記録事項義務違
反(安全規則第10条第1項)

0 0

タクシー 2019 5 22

揖斐タクシー株式会社
（法人番号
5200001015922）代表
者久保田一成

岐阜県揖斐郡揖斐川町
三輪９１０番地２号

大野
岐阜県揖斐郡大
野町大字黒野字
毛中１３２番地

輸送施設の使用停止
（２０日車）及び文
書警告

道路運送法第９条の
３第１項（以下
「法」）

平成３１年１月２５日、監査方針に基づいて監査実施。３件の違反が
認められた。（１）運賃料金の適正収受違反（法第９条の３第１
項）、（２）乗務等の記録記載不備（旅客自動車運送事業運輸規則
（以下「運輸規則」）第２５条第３項）、（３）運転者に対する指導
監督違反（運輸規則第３８条第１項）

2 2

乗合バス 2019 5 22

西日本ジェイアールバス
株式会社（法人番号
3120001057487）代表
者野中雅志

大阪府大阪市此花区北
港1丁目3番23号

大阪北営業
所

大阪府大阪市北
区豊崎6丁目2番
地31号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

平成31年2月26日、法令違反の疑いを端緒に監査を実施。1件の違反が
認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1項)

2 0

乗合バス 2019 5 22
阪急バス株式会社（法人
番号6120901019848）
代表者井波洋

大阪府池田市井口堂1丁
目9番21号

豊中
大阪府豊中市庄
内西町5丁目1番
24号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

平成31年3月6日、法令違反の疑いを端緒に監査を実施。1件の違反が認
められた。(1)点呼の実施義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条
第1項、第2項)

1 0

貸切バス 2019 5 22
坂井観光有限会社（法人
番号3210002007589）
代表取締役小西義博

福井県あわら市二面第
４８号１４番地

本社
福井県あわら市
二面第４８号１
４番地

輸送施設の使用停止
（６０日車）及び文
書警告

道路運送法第２７条
第３項

平成３１年１月３１日、監査方針に基づいて監査実施。３件の違反が
認められた。（１）特定の運転者に対する指導監督違反（旅客自動車
運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第３８条第２項）、（２）特
定の運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第３８条第２
項）、（３）報告義務違反（道路運送法第９４条第１項）

22 6

貨物 2019 5 23

岡山県貨物運送株式会社
法人番号（４２６０００
１００１００１）代表者
遠藤俊夫

岡山県岡山市北区清心
町４－３１

広島支店
広島県広島市中
区光南６丁目１
－１６

文書警告
貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

過去１年以内における当該営業所に係る駐停車違反件数が３件に達し
たことを端緒として、令和元年５月２３日に監査を実施。１件の違反
が認められた。（１）運転者に対する指導監督義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第１０条第１項）

0 0

貨物 2019 5 23

佐川急便株式会社法人番
号（８１３０００１００
００５３）代表者本村正
秀

京都府京都市南区上鳥
羽角田町６８

広島営業所
広島県広島市南
区出島１丁目１
９－２０

文書警告
貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

過去１年以内における当該営業所に係る駐停車違反件数が３件に達し
たことを端緒として、令和元年５月２３日に監査を実施。１件の違反
が認められた。（１）運転者に対する指導監督義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第１０条第１項）

0 0

貸切バス 2019 5 23

株式会社アサヒ観光法人
番号（６２５０００１０
１２８２３）代表者河重
敏一

山口県柳井市伊陸７３
４９－１

本社営業所
山口県柳井市伊
陸７３４９－１

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

継続監視の監査対象として、平成３１年４月２５日に監査を実施。２
件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督義務違反（旅
客自動車運送事業運輸規則（以下運輸規則）第３８条第１項）（２）
運転者に対する指導監督の記録事項義務違反（運輸規則第３８条第１
項）

0 0

貸切バス 2019 5 23

株式会社萩交通サービス
（法人番号
4470001010955)代表者
今井保福

香川県観音寺市大野原
町大字五郷井関２２６
－１

本社営業所
香川県観音寺市
大野原町井関２
２６－１

文書警告（処分日車
数30日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3.(6)
による）

道路運送法第27条第
3項

平成３１年４月１２日、旅客自動車運送事業に関する監査方針に基づ
き監査を実施したところ、３件の違反が確認された。(1)運転者に対す
る点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと（運輸規則第24条
第5項）、(2)運転者の乗務について定められた事項の記録が不適切で
あったこと（運輸規則第25条第1項、第2項、第4項）、(3)運行管理者
に対して法令で定められた講習を受講させていなかったこと（運輸規
則第48条の4第1項）

5 3



貨物 2019 5 24
有限会社丸朝配送（法人
番号3080002005598）
代表取締役海野勝己

静岡県静岡市葵区内牧
４８３番地の１

本社
静岡県静岡市葵
区内牧４８３番
地の１

輸送施設の使用停止
（２０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
９条第３項、法第１
７条第４項

平成３１年２月４日、監査方針に基づいて監査実施。６件の違反が認
められた。（１）事業計画変更認可違反【休憩・睡眠施設】（法第９
条第１項）、（２）事業計画変更事後届出違反（法第９条第３項）、
（３）点呼の記録記載不備（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下
「安全規則」）第７条第５項）、（４）運転者台帳の作成義務違反
（安全規則第９条の５第１項）、（５）運転者に対する指導監督違反
（安全規則第１０条第１項）、（６）日常点検の未実施（安全規則第
１３条）

2 2

貨物 2019 5 24
四国運輪有限会社（法人
番号4500002008169)代
表者山口太平

愛媛県伊予市宮下５６
３－５

本社営業所
愛媛県伊予市宮
下字西戒５０８
－１

輸送施設の使用停止
（50日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項、第
4項、第18条第1項

平成３０年１２月４日、１２月１３日、死亡事故を端緒として監査を
実施したところ、１１件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に
関する措置が不適切であり、所定の拘束時間及び連続運転並びに休日
労働の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗
務していた者があったこと（安全規則第3条第4項）、(2)運転者の健康
状態の把握が確実になされていなかったこと（安全規則第3条第6
項）、(3)運転者に対する点呼が確実になされていなかったこと（安全
規則第7条第1項、第2項、第3項）、(4)運転者に対する点呼の実施結果
の記録内容が不適切であったこと（安全規則第7条第5項）、(5)運転者
の乗務について定められた事項の記録が不適切であったこと（安全規
則第8条）、(6)事業用自動車に係る事故の記録内容が不適切であったこ
と（安全規則第9条の2）、(7)運転者台帳の作成が確実になされていな
かったこと（安全規則第9条の5第1項）、(8)運転者台帳について定め
られた事項の記録が不適切であったこと（安全規則第9条の5第1項）、
(9)新たに雇い入れした運転者及び高齢運転者に対して事業用自動車の
運行の安全を確保するために遵守すべき事項についての特別な指導が
不適切だったこと（安全規則第10条第2項）、(10)新たに雇い入れした
運転者及び高齢運転者に対して法令で定められた適性診断を受診させ
ていなかったこと（安全規則第10条第2項）、(11)事業自動車の運行に
必要な数の運行管理者を選任していなかったこと（安全規則第18条第1
項）

5 5

貨物 2019 5 24
株式会社山新（法人番号
2030001028928）代表
者本村俊子

埼玉県所沢市下安松１
６５－９

本社
埼玉県所沢市下
安松１６５－９

許可の取消し
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、平成30年6月8日、監査
を実施。20件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」という。）第3
条第4項）、（2）健康状態把握義務違反（安全規則第3条第6項）、
（3）点呼の実施義務違反（安全規則第7条）、（4）アルコール検知器
備え義務違反（安全規則第7条第4項）、（5）乗務等の記録義務違反等
（安全規則第8条第1項）、（6）運行記録計による記録義務違反（安全
規則第9条）、（7）運転者に対する指導監督違反（安全規則第10条第1
項）、（8）高齢運転者に対する指導監督違反（輸送安全規則第10条第
2項）、（9）初任、高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（輸送
安全規則第10条第2項）、（10）定期点検整備の実施違反（安全規則第
13条、道路路運送車両法第48条第1項）、（11）点検整備記録簿の保存
義務違反（安全規則第13条、道路運送車両法第49条）、（12）整備管
理者の研修受講義務違反（安全規則第15条）、（13）運行管理規程の
制定違反（安全規則第21条）、（14）運行管理者に対する指導及び監
督違反（安全規則第22条）、（15）運行管理者の講習受講義務違反
（安全規則第23条第1項）、（16）運行管理補助者の要件違反（安全規
則第18条第3項）、（17）名義貸し（貨物自動車運送事業法第27条第1
項）、（18）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第
1項）、（19）事業の健全な発達を阻害する競争のうち社会保険等に未
加入のもの（貨物自動車運送事業法第25条第2項）、（20）報告義務違
反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

91 91

タクシー 2019 5 24

伊豆観光タクシー株式会
社（法人番号
4080101005341） 代
表者峯村祐紀子

静岡県駿東郡清水町長
沢６４０

本社
静岡県沼津市大
岡字二ッ谷町１
５３２－５

輸送施設の使用停止
（６０日車）及び文
書警告

道路運送法（以下
「法」）第２７条第
３項

平成３１年２月２５日、監査方針に基づいて監査実施。４件の違反が
認められた。（１）健康状態の把握義務違反（旅客自動車運送事業運
輸規則（以下「運輸規則」）第２１条第５項）、（２）点呼の記録記
載不備（運輸規則第２４条第５項）、（３）乗務員台帳の記載不備
（運輸規則第３７条第１項）、（４）無車検運行（運輸規則第４５
条）

6 6

タクシー 2019 5 24

文化タクシー株式会社
(法人番号
3140001014032)代表者
枝松七郎

兵庫県神戸市兵庫区兵
庫町2丁目1番地28号

本社
兵庫県神戸市兵
庫区兵庫町2丁目
1番地28号

輸送施設の使用停止
(110日車)

道路運送法第27条第
3項

平成30年12月4日、法令違反の疑いを端緒に監査を実施。10件の違反が
認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸
規則(以下、｢運輸規則｣)第21条第1項)、(2)健康状態の把握義務違反(運
輸規則第21条第5項)、(3)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5
項)、(4)乗務等の記録事項義務違反(運輸規則第25条第3項、第4項)、
(5)乗務員台帳の作成義務違反(運輸規則第37条第1項)、(6)乗務員台帳
の記載事項義務違反(運輸規則第37条第1項)、(7)運転者に対する指導監
督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(8)運転者に対する適性診断受診義
務違反(運輸規則第38条第2項)、(9)社会保険等加入義務違反(道路運送
法第30条第2項)、(10)36協定の届出違反(労働基準法第36条)

11 11

貸切バス 2019 5 24

有限会社三和交通タク
シー法人番号（３２４０
００２０４６０８９）代
表者赤木利則

広島県神石郡神石高原
町小畠６８２－１

油木営業所
広島県神石郡神
石高原町油木乙
１９５４－３

文書警告
道路運送法第１２条
第１項

継続監視の監査対象として、令和元年５月９日に監査を実施。１件の
違反が認められた。（１）運賃料金の掲示義務違反（道路運送法第１
２条第１項）

4 0

貨物 2019 5 27
株式会社入本物流（法人
番号6500001004976)代
表者入本英樹

愛媛県伊予市中山町中
山子２３２

本社営業所
愛媛県伊予市中
山町出渕４番耕
地１５１７－２

輸送施設の使用停止
（10日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項、第
4項

平成３１年２月２１日、死亡事故を端緒として監査を実施したとこ
ろ、５件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が不
適切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度を超え、また所
定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと
（安全規則第3条第4項）、(2)運転者に対する点呼が確実になされてい
なかったこと（安全規則第7条第1項、第2項、第3項）、(3)運転者の乗
務について定められた事項の記録が不適切であったこと（安全規則第8
条）、(4)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に
対する指導監督が不適切であったこと（安全規則第10条第1項）、(5)
死傷事故を引き起こした運転者に対して事業用自動車の運行の安全を
確保するために遵守すべき事項についての特別な指導が不適切だった
こと（安全規則第10条第2項）

1 1

貨物 2019 5 27
有限会社ハヤト運輸(法
人番号7290002046444)
代表者栗﨑義美

福岡県飯塚市相田752-
104

本社営業所
福岡県飯塚市相
田752-104

輸送施設の使用停止
(30日車)、文書警告

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

平成30年12月12日､監査実施。7件の違反が認められた。(1)運転者台帳
の記載事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規
則」)第9条の5第1項)、(2)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第
23条第1項)、(3)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(4)運
転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(5)特定運転者に対
する特別な指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(6)特定運転者に対す
る適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(7)事故の記録事項義
務違反(安全規則第9条の2)

3 3

タクシー 2019 5 27

東交通株式会社（法人番
号６４３０００１０００
７１９） 代表者三好安
司

北海道札幌市豊平区平
岸１条１３丁目３番８
号

大麻営業所
北海道江別市大
麻桜木町８番の
８

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第２６条の
２ 他２件

令和元年５月１４日その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を端
緒として監査を実施。３件の違反が認められた。（１）事故の記録事
項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第２６条の２）、（２）運
転者に対する指導監督の記録事項違反（旅客自動車運送事業運輸規則
第３８条第１項）、（３）特定運転者に対する適性診断受診義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第２項）

0 0



貸切バス 2019 5 27 大西茂樹 兵庫県三田市天神 本店
兵庫県三田市相
生町

輸送施設の使用停止
(260日車)

道路運送法第27条第
3項

平成30年12月14日及び同年12月25日、法令違反の疑いを端緒に監査を
実施。13件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(道路運送
法(以下｢運送法｣)第15条第1項)、(2)事業計画の事前変更届出違反(運送
法第15条第3項)、(3)運行管理者の選任違反(旅客自動車運送事業運輸規
則(以下｢運輸規則｣)第47条の9第1項)、(4)健康状態の把握義務違反(運
輸規則第21条第5項)、(5)点呼の実施義務違反(運輸規則第24条第1項、
第2項、第3項)、(6)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、
(7)運行記録計による記録義務違反(運輸規則第26条第1項)、(8)乗務員
台帳の記載事項義務違反(運輸規則第37条第1項)、(9)運転者に対する指
導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(10)運転者に対する適性診断
受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(11)整備管理者の変更届出違反
(運輸規則第45条、道路運送車両法第52条)、(12)運行管理者補助者の選
任届出違反(運輸規則第68条)、(13)自動車に関する表示義務違反(運送
法第95条)
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貨物 2019 5 28

八戸輸送サービス株式会
社（法人番号８４２００
０１００６４７５） 代
表者北澤清志

青森県八戸市大字鮫町
字南ナシナ窪７－２９
７

本社営業所
青森県八戸市大
字鮫町字南ナシ
ナ窪７－２９７

輸送施設の使用停止
（２０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年１１月６日、公安委員会からの通報及び監査方針を端緒と
して監査を実施した結果、6件の違反が認められた。（１）点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第
７条第１項、第２項）、（２）乗務等の記録事項義務違反（安全規則
第８条）、（３）運転者台帳の作成義務違反（安全規則第９条の５第
１項）、（４）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第１０条
第１項）、（５）事故惹起運転者、初任運転者及び高齢運転者に対す
る指導義務違反（安全規則第１０条第２項）、（６）事故惹起運転
者、初任運転者及び高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（安全
規則第１０条第２項）

2 2

貨物 2019 5 28

有限会社日立南運輸（法
人番号
8050002031262）代表
者友部康明

茨城県日立市大和田町
１－１－３２

本社
茨城県日立市大
和田町１－１－
３２

事業停止（3日間）、
輸送施設の使用停止
（274日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第13条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年6月21日及び同年
6月29日、監査を実施。13件の違反が認められた。（1）乗務時間等告
示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）
健康状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6
項）、（3）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第7条）、（4）乗務等の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第8条第1項）、（5）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第9条）、（6）運行記録計による記録保存義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（7）運転者に対す
る指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、
（8）高齢運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第2項）、（9）初任・高齢運転者に対する適性診断受診義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（10）定期
点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条）、
（11）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第23条第1項）、（12）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送
事業法第9条第1項）、（13）自動車に関する表示義務違反（道路運送
法第95条）
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貨物 2019 5 28
株式会社スエヒロ（法人
番号9040001030397）
代表者浅木誠

千葉県市川市二俣６０
３－２

横浜
神奈川県横浜市
神奈川区山内町
１１

輸送施設の使用停止
（70日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

無免許運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平成30年9
月27日及び平成31年3月27日、監査を実施。5件の違反が認められた。
（1）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3
条第6項）、（2）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第7条）、（3）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第8条第1項）、（4）運行記録計による記録義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（5）運転者に対する指
導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

7 7

貨物 2019 5 28
漆金運送株式会社（法人
番号3030001086693）
代表者漆原千鶴子

埼玉県行田市大字埼玉
３７３１－１

本社
埼玉県行田市大
字埼玉３７３１
－１

輸送施設の使用停止
（160日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

行政処分等を受けたにもかかわらず改善が認められないことを端緒と
して、平成30年11月7日、監査を実施。9件の違反が認められた。（1）
乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第
4項）、（2）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条第6項）、（3）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条）、（4）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（5）運行記録計による記録義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（6）運転者に対す
る指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、
（7）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第2項）、（8）運行管理者の選任（解任）未届出
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条）、（9）報告義務違反
（貨物自動車運送事業報告規則第2条）
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貨物 2019 5 28
株式会社常陸（法人番号
4030001010396）代表
者柴田高寛

埼玉県さいたま市桜区
大字白鍬２９６－２

本社
埼玉県さいたま
市桜区大字白鍬
２９６－２

輸送施設の使用停止
（50日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第13条

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平成30年11
月16日、監査を実施。8件の違反が認められた。（1）疾病のおそれの
ある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（2）点呼
の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（3）
運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10
条第1項）、（4）高齢運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第10条第2項）、（5）高齢運転者に対する適性診断
受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、
（6）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13
条）、（7）整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第15条）、（8）事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業
法第9条第3項）

5 5

貨物 2019 5 28

北関東陸運株式会社（法
人番号
1030001086258）代表
者井田敦

埼玉県深谷市西島町３
－１－５

鴻巣
埼玉県鴻巣市加
美２－５－１４
Ｂ－１０２

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

労働局からの通報を端緒として平成30年11月15日、監査を実施。2件の
違反が認められた。（1）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条）、（2）運転者に対する指導監督違反等（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

1 1

貨物 2019 5 28

株式会社ユニテックス
（法人番号
5021001014305）代表
者?園彬之介

神奈川県相模原市中央
区南橋本１－５－１

神奈川
神奈川県厚木市
上依知３０２９
－２

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第15条

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平成30年11
月2日、監査を実施。2件の違反が認められた。（1）運転者に対する指
導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、
（2）整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第15条）

1 1

貨物 2019 5 28
東鉄運輸株式会社（法人
番号6011701005628）
代表者竹内良孝

東京都江戸川区篠崎町
３－２２－１１

栃木
栃木県芳賀郡芳
賀町芳賀台１０
－１２

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

死亡事故を引き起こしたことを端緒として平成30年8月24日及び同年12
月13日、監査を実施。2件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示
の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）運
転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条
第1項）

2 2



貨物 2019 5 28

フィールドスター株式会
社（法人番号
7011802008982）代表
者江口千秋

東京都足立区南花畑４
－１７－８

相模
神奈川県座間市
ひばりが丘３－
２０－１８

輸送施設の使用停止
（215日車）、輸送の
安全確保命令

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年8月20日及び同年
9月25日並びに平成31年2月12日、監査を実施。12件の違反が認められ
た。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第4項）、（2）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第6項）、（3）点呼の実施義務違反等（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第7条）、（4）運転者に対する指導監督違反等
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（5）初任運転者
に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
10条第2項）、（6）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第13条）、（7）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第23条第1項）、（8）事業計画の変更認可違
反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、（9）事業計画事後届出違反
（貨物自動車運送事業法第9条第3項）、（10）事業の健全な発達を阻
害する競争のうち社会保険等に未加入のもの（貨物自動車運送事業法
第25条第2項）、（11）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第
2条）、（12）事業の無認可譲渡・譲受（貨物自動車運送事業法第30条
第1項）

34 22
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有限会社かりゆし運送
（法人番号
1021002054436）代表
者平安座武明

神奈川県小田原市小竹
１８４１－６

本社

神奈川県小田原
市前川６８６－
３－１０２
（旧：神奈川県
小田原市小竹１
８４１－６）

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

無免許運転の疑いにより平成31年2月20日、監査を実施。1件の違反が
認められた。（1）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第1項）

0 0
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南部中央タクシー株式会
社（法人番号
7120102013352）代表
者髙月英作

大阪府堺市南区和田
2935

本社
大阪府堺市和田
2935

輸送施設の使用停止
（44日車）

道路運送法第13条
平成31年1月21日、近畿運輸局において苦情を端緒に調査を実施。1件
の違反が認められた。（1）運送引受義務違反（道路運送法第13条）

7 5
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大商交通株式会社（法人
番号2120001156125）
代表者薬師寺薰

大阪府守口市金田町3丁
目47番15号

本社
大阪府守口市金
田町3丁目47番15
号

輸送施設の使用停止
（44日車）

道路運送法第13条
平成31年1月30日、大阪運輸支局において苦情を端緒に調査を実施。1
件の違反が認められた。（1）運送引受義務違反（道路運送法第13条）

6 5
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会津乗合自動車株式会社
（法人番号６３８０００
１０２０３５９） 代表
者佐藤俊材

福島県会津若松市白虎
町１９５番地

若松営業所
福島県会津若松
市白虎町１９５
番地

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

平成３１年４月１１日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として監
査を実施した結果、1件の違反が認められた。（１）運転者に対する指
導監督義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１項）

0 0
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キャリー株式会社（法人
番号：
7010401117336） 代
表者 菅沼和美

東京都港区芝2-1-33 本社営業所
東京都千代田区
麹町4-4-6-4階

輸送施設の使用停止
（100日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第24条

平成30年8月27日及び平成30年8月31日、新規許可を受けたことを端緒
に監査を実施。7件の違反が認められた。(1)疾病のおそれのある乗務
(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第21条第5項)､(2)点呼
の実施等義務違反(運輸規則第24条)､(3)乗務等の記録の記載事項不備
(運輸規則第25条第2項)､(4)運行指示書の記載事項不備(運輸規則第28条
の2第1項)､(5)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1
項)､(6)初任運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2
項)､(7)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2
項)

10 10
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有限会社男鹿観光バス
（法人番号：
4060002016019） 代
表者 大内サヨ子

栃木県日光市藤原1236 本社営業所
栃木県日光市藤
原1236

輸送施設の使用停止
（80日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

平成30年10月24日、定期的な監査を実施。1件の違反が認められた。
(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38
条第1項)

41 8
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湯浅工業株式会社（法人
番号９４６０３００１０
０３２９１） 代表者湯
浅勝美

北海道網走市字潮見２
５５番地１

本社営業所
北海道網走市字
潮見２５５番地
１

輸送施設の使用停止
（１０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第３条
第４項 他２件

平成３０年１１月２７日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状
況を端緒として監査を実施。３件の違反が認められた。（１）乗務時
間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第４
項）、（２）点呼の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第７条第５項）、（３）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第１３条本文関係、第１号）

1 1
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株式会社江運（法人番号
７４３０００１０６７３
３６） 代表者沖田哲博

北海道江別市工栄町１
８番地２

本社営業所
北海道江別市工
栄町１８番地１

輸送施設の使用停止
（１０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第３条
第４項 他４件

平成３１年１月８日、公安委員会からの通報を端緒として監査を実
施。５件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第４項）、（２）点呼の実
施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第１項）、
（３）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第１０条第１項）、（４）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第１３条本文関係、第１号）、（５）報告義務違
反（貨物自動車運送事業法第６０条第１項）

1 1
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有限会社旭東建材（法人
番号２４５０００２００
１７５９） 代表者中野
建吉

北海道旭川市東七条７
丁目２番１４号

本社営業所
北海道旭川市東
７条７丁目２番
１４号

輸送施設の使用停止
（４０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法第１７条第３項
他９件

平成３１年１月２５日、公安委員会からの通報を端緒として監査を実
施。１０件の違反が認められた。（１）事業計画変更認可違反［乗務
員の休憩・睡眠施設の位置及び収容能力］（貨物自動車運送事業法施
行規則第２条第１項第５号）、（２）事業計画事後届出違反［主たる
事務所の名称及び位置の変更］（貨物自動車運送事業法施行規則第７
条第１項第１号）、（３）事業計画事後届出違反［営業所又は荷扱所
の名称、位置（利用運送のみに係るもの及び運輸局長が指定する区域
内におけるものに限る。）の変更］（貨物自動車運送事業法施行規則
第７条第１項第３号）、（４）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第３条第４項）、（５）過積載運送（貨物
自動車運送事業法第１７条第３項）、（６）点呼の実施義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第７条第１項、第２項）、（７）点呼
の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第５
項）、（８）運行指示書の作成、指示又は携行義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第９条の３第１項から第３項）、（９）運転者
に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第
１項）、（１０）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第１３条本文関係、第１号）

4 4
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藤栄運輸株式会社（法人
番号８４５０００１００
２０９１） 代表者佐藤
健一

北海道旭川市東旭川町
共栄９６－７

本社営業所
北海道旭川市東
旭川町共栄９６
－７

輸送施設の使用停止
（３０日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第７条
第１項、第２項、第
３項 他１件

平成３１年１月２９日、労働局からの通報等を端緒として監査を実
施。２件の違反が認められた。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第７条第１項、第２項）、（２）特定運転者
に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
１０条第２項）

3 3
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株式会社ＳＣＲＵＭ（法
人番号
9200001008212）代表
取締役堀広明

岐阜県岐阜市茜部菱野
１丁目５０番地

本社
岐阜県岐阜市茜
部菱野１丁目５
０番地

輸送施設の使用停止
（２５０日車）及び
文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第４項

平成３０年１０月２４日、監査方針に基づいて監査実施。１２件の違
反が認められた。（１）、事業計画変更認可違反【車庫】（法第９条
第１項）、（２）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、（３）乗務時間
等告示なお書きの遵守違反（安全規則第３条第４項）、（４）健康状
態の把握違反（安全規則第３条第６項）、（５）点呼の実施義務違反
（安全規則第７条第１項及び第２項）、（６）点呼の記録義務違反
（安全規則第７条第５項）、（７）点呼の記録改ざん（安全規則第７
条第５項）、（８）乗務等の記録記載不備（安全規則第８条）、
（９）乗務等の記録改ざん（安全規則第８条）、（１０）運転者台帳
の作成義務違反（安全規則第９条の５第１項）、（１１）特定の運転
者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第１０条第２項）、（１
２）運行管理者に対する権限付与義務違反（法第２２条第２項）

25 25
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富士ハイヤー株式会社
（法人番号９４３０００
１０４３９１３） 代表
者小清水行彦

北海道恵庭市住吉町２
丁目１－３

本社営業所
北海道恵庭市住
吉町２丁目１番
３号

輸送施設の使用停止
（２４０日車）及び
文書警告

道路運送法第２０条
他５件

平成３０年１１月１５日及び平成３０年１２月１７日、長期未監査を
端緒として監査を実施。６件の違反が認められた。（１）営業区域外
旅客運送違反（道路運送法第２０条）、（２）乗務時間等の基準の遵
守違反（旅客自動車運送事業運輸規則第２１条第１項）、（３）点呼
の記録事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第２４条第５
項）、（４）特定運転者に対する適性診断受診義務違反（旅客自動車
運送事業運輸規則第３８条第２項）、（５）自動車に関する表示義務
違反（道路運送法第９５条）、（６）運転者証の記載事項の訂正義務
違反（タクシー業務適正化特別措置法第１５条）

24 24
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株式会社千歳向陽台ハイ
ヤー（法人番号６４３０
００１０７６６５１）
代表者佐藤優晃

北海道千歳市白樺５丁
目１９番４

本社営業所
北海道千歳市白
樺５丁目１９番
４

輸送施設の使用停止
（１２０日車）及び
文書警告

タクシー業務適正化
特別措置法第３条
他６件

平成３１年１月３１日及び平成３１年２月１３日、新規許可等を端緒
として監査を実施。７件の違反が認められた。（１）事業計画の変更
認可違反（道路運送法第１５条第１項）、（２）点呼の記録事項義務
違反（旅客自動車運送事業運輸規則第２４条第５項）、（３）乗務等
の記録事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第２５条第３項、
第４項）、（４）新任運転者に対する指導、監督義務違反（１０日間
の指導、監督の未実施）（旅客自動車運送事業運輸規則第３６条第２
項）、（５）乗務員台帳の記載事項義務違反（旅客自動車運送事業運
輸規則第３７条第１項）、（６）無登録運転者の乗務（タクシー業務
適正化特別措置法第３条）、（７）運転者証等類似不正表示義務違反
（タクシー業務適正化特別措置法第４７条）

12 12
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東海交通株式会社（法人
番号8180001020204）
代表者平松増幸

愛知県名古屋市中川区
尾頭橋３丁目１８番地
１３号

本社

愛知県名古屋市
中川区尾頭橋３
丁目１８番地１
３号

輸送施設の使用停止
（３０日車）及び文
書警告

道路運送法（以下
「法」）第１３条

平成３１年１月２８日及び平成３１年２月８日、監査方針に基づいて
監査実施。４件の違反が認められた。（１）運送引受義務違反（法第
１３条）、（２）健康状態の把握義務違反（旅客自動車運送事業運輸
規則（以下「運輸規則」）第２１条第５項）、（３）運転者に対する
地理、応接の指導監督義務違反（運輸規則第３９条）、（４）一般準
則違反（運輸規則第２条第２項）

3 3
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近江タクシー株式会社
(法人番号
4160001008626)代表者
磯谷淳

滋賀県彦根市駅東町15
番1

大津
滋賀県大津市石
山寺4丁目字別所
178

輸送施設の使用停止
(60日車)

道路運送法第27条第
3項

平成30年11月29日、法令違反の疑いを端緒に監査を実施。4件の違反が
認められた。(1)点呼の実施義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以
下、｢運輸規則｣)第24条第1項、第2項)、(2)点呼記録の不実記載(運輸規
則第24条第5項)、(3)乗務等の記録事項義務違反(運輸規則第25条第3
項、第4項)、(4)運行管理者補助者の要件違反(運輸規則第47条の9第3
項)

6 6
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富士ハイヤー株式会社
（法人番号９４３０００
１０４３９１３） 代表
者小清水行彦

北海道恵庭市住吉町２
丁目１番３号

本社営業所
北海道恵庭市住
吉町２丁目１番
３号

文書警告
道路運送法第２３条
第３項 他２件

平成３０年１１月１５日及び平成３０年１２月１７日、区域拡大を端
緒として監査を実施。３件の違反が認められた。（１）運行管理者の
選任解任届出違反（道路運送法第２３条第３項）、（２）特定運転者
に対する適性診断受診義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８
条第２項）、（３）自動車に関する表示義務違反（道路運送法第９５
条）

0 0
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あおい交通株式会社（法
人番号
1180001075460） 代
表者松浦秀則

愛知県小牧市新町３丁
目３１６番地

小牧東
愛知県小牧市大
字池之内字峠２
３０９番地の１

輸送施設の使用停止
（１３５日車）、文
書警告

道路運送法（以下
「法」）第２７条第
３項

平成３１年２月１日、監査方針に基づいて監査実施。５件の違反が認
められた。（１）乗務時間等の遵守違反（旅客自動車運送事業運輸規
則（以下「運輸規則」）第２１条第１項）、（２）定期点検整備の実
施違反（運輸規則第４５条）、（３）定期点検整備記録の不実記載
（運輸規則第４５条）、（４）整備管理者に対する権限付与義務違反
（運輸規則第４５条）、（５）無車検運行（運輸規則第４５条）

15 14
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阪神バス株式会社(法人
番号1140001072148)福
浦 秀哉

兵庫県西宮市和上町3番
3号

西宮浜
兵庫県西宮市西
宮浜3丁目20番

文書警告
道路運送法第27条第
3項

平成31年4月26日、近畿運輸局において苦情を端緒に調査を実施。1件
の違反が認められた。(1)事業用自動車内の運転者氏名等掲示義務違反
(旅客自動車運送事業運輸規則第42条第1項)

4 0

貸切バス 2019 5 29

株式会社ソーシャルコン
パス（法人番号２４３０
００１０７４５４３）
代表者大畑俊介

北海道札幌市中央区南
４条東３丁目９番１号

本社営業所

北海道札幌市北
区屯田５条１丁
目３番２２号
プランドール１
０１号室

事業停止（３日
間）、輸送施設の使
用停止（４９０日
車）及び文書警告

道路運送法第４０条
他１４件

平成３０年８月２３日、平成３０年８月２４日、平成３０年８月２７
日及び平成３０年９月１９日、新規許可等を端緒として監査を実施。
１６件の違反が認められた。（１）運賃料金事前届出、運賃料金変更
事前届出違反（道路運送法第９条の２第１項）、（２）事業計画の変
更認可違反（道路運送法第１５条第１項）、（３）運送引受書の写し
の保存義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第７条の２第２項）、
（４）点呼の実施義務違反 未実施（旅客自動車運送事業運輸規則第
２４条第１項、第２項、第３項）、（５）点呼の記録義務違反 記録
なし又は記録の保存なし（旅客自動車運送事業運輸規則第２４条第５
項）、（６）点呼の記録義務違反 記載事項の不備（旅客自動車運送
事業運輸規則第２４条第５項）、（７）点呼の記録義務違反 記録の
改ざん・不実記載（旅客自動車運送事業運輸規則第２４条第５項）、
（８）乗務等の記録義務違反 記録なし又は記録の保存なし（旅客自
動車運送事業運輸規則第２５条第１項、第２項、第４項）、（９）乗
務等の記録義務違反 記録事項の不備（旅客自動車運送事業運輸規則
第２５条第１項、第２項、第４項）、（１０）運行記録計による記録
義務違反 記録なし又は保存なし（旅客自動車運送事業運輸規則第２
６条第１項）、（１１）運行指示書の保存義務違反（旅客自動車運送
事業運輸規則第２８条の２第２項）、（１２）日雇い運転者等の選任
禁止違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３６条第１項）、（１３）
特別な指導の実施状況（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第２
項）、（１４）補助者の要件違反（旅客自動車運送事業運輸規則第４
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株式会社太陽バス（法人
番号４４３０００１０６
７３１４） 代表者宋壯
飛

北海道札幌市南区簾舞
二条五丁目７番７号

本店営業所

北海道札幌市南
区簾舞二条五丁
目７番７号 地
下１階

輸送施設の使用停止
（２１０日車）及び
文書警告

旅客自動車運送事業
運輸規則第２４条第
１項、第２項 他６
件

平成３０年１２月２７日、、その他事故、法令違反、事件、苦情等の
状況を端緒として監査を実施。７件の違反が認められた。（１）運賃
料金事前届出、運賃料金変更事前届出違反（道路運送法第９条の２第
１項）、（２）申込者に対して支払う手数料等の額を記載した書類の
保存義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第７条の２第３項）、
（３）点呼の実施義務違反 未実施（旅客自動車運送事業運輸規則第
２４条第１項、第２項）、（４）運行記録計による記録義務違反 記
録なし又は保存なし（旅客自動車運送事業運輸規則第２６条第１
項）、（５）特別な指導の実施状況（旅客自動車運送事業運輸規則第
３８条第２項）、（６）運行管理補助者の選任解任届出違反（旅客自
動車運送事業運輸規則第６８条）、（７）報告義務違反（道路運送法
第９４条第１項）

27 21
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宮本バス株式会社（法人
番号８４５０００１００
７３０８） 代表者宮本
隆輝

北海道上川郡美瑛町扇
町

恵庭営業所
北海道恵庭市島
松寿町１丁目２
７番２

輸送施設の使用停止
（９０日車）及び文
書警告

道路運送法第２４条
第５項 他４件

平成３１年２月１２日、営業所新設を端緒として監査を実施。５件の
違反が認められた。（１）事業計画の事前変更届出違反（道路運送法
施行規則第１５条第１項）、（２）点呼の実施義務違反 不適切（旅
客自動車運送事業運輸規則第２４条第１項）、（３）点呼の記録義務
違反 記録なし又は記録の保存なし（旅客自動車運送事業運輸規則第
２４条第５項）、（４）点呼の記録義務違反 記載事項の不備（旅客
自動車運送事業運輸規則第２４条第５項）、（５）特別な指導の実施
状況（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第２項）

9 9
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株式会社ビー・エス・
エー（法人番号２４１０
００１００２１５０）
代表者松本朝友

秋田県秋田市河辺戸島
字七曲台１２０－７

本社営業所
秋田県秋田市河
辺戸島字七曲台
１２０－７

文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項、法第
１７条第４項

平成３０年１２月２０日、公安委員会からの通報及び監査方針を端緒
として監査を実施した結果、3件の違反が認められた。（１）乗務時間
等の基準の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全
規則」）第３条第４項）、（２）運行指示書の記載事項義務違反（安
全規則第９条の３第１項）、（３）運転者に対する指導監督義務違反
（安全規則第１０条第１項）

0 0
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有限会社セントラル古澤
（法人番号
5180302026002）代表
取締役小林大介

愛知県みよし市打越町
三本松３０番地４０６

本社
愛知県みよし市
打越町三本松３
０番地４０６

輸送施設の使用停止
（３０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項

平成３１年３月４日、監査方針に基づいて監査実施。３件の違反が認
められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、（２）乗務時間
等告示なお書きの遵守違反（安全規則第３条第４項）、（３）運行管
理者の選任（解任）届出違反（安全規則第１９条）

3 3
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飯盛運輸株式会社(法人
番号9290001000078)
代表者林宗一

福岡県福岡市西区大字
羽根戸410-1

本社営業所
福岡県福岡市西
区大字羽根戸太
田411-4

文書警告

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第17
条第1項､法第17条第
4項

令和1年5月23日､監査実施。3件の違反が認められた。(1)運転者台帳の
記載事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下､｢安全規則｣)
第9条の5第1項)､(2)乗務時間等の基準の遵守違反(安全規則第3条第4
項)､(3)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)

0 0
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株式会社エー・エヌサー
ビス（法人番号
7021001029425）代表
者中村晃

神奈川県座間市立野台
３－３５－３３

本社
神奈川県大和市
深見４９６－５

事業停止（7日間）、
輸送施設の使用停止
（125日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第13条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年7月20日、監査を
実施。12件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）健康状態の把握義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（3）点呼の
実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（4）乗
務等の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1
項）、（5）運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第9条）、（6）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第10条第1項）、（7）高齢運転者に対する指導監
督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（8）初
任、高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第2項）、（9）定期点検整備の実施違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第13条、道路運送車両法第48条第1項）、
（10）整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第15条）、（11）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第23条第1項）、（12）報告義務違反（貨物自動車
運送事業法第60条第1項）
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Ｋ２ＪＡＰＡＮ株式会社
（法人番号
9120001215997）代表
者宮城由香

大阪府大阪市大正区南
恩加島5丁目1-25

K2JAPAN株
式会社本社
営業所

大阪府大阪市大
正区南恩加島5丁
目1番25号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

平成31年4月4日、近畿運輸局において苦情を端緒に調査を実施。1件の
違反が認められた。（1）一般準則（公平かつ懇切な取扱い）違反（旅
客自動車運送事業運輸規則第2条第2項）

0 0

貨物 2019 5 31
有限会社飛鳥運輸(法人
番号7340002018181)
代表者小原まち子

鹿児島県薩摩郡さつま
町広瀬4979ｰ14

本社営業所
鹿児島県薩摩郡
さつま町広瀬
4979ｰ14

輸送施設の使用停止
(10日車)

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

平成31年3月11日､監査実施。1件の違反が認められた。(1)過積載運送
(貨物自動車運送事業法第17条第3項)

1 1
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株式会社鹿児島急送(法
人番号1340001000872)
代表者峯山光輝

鹿児島県鹿児島市東開
町13ｰ6

南九州営業
所

鹿児島県鹿児島
市東佐多町2415ｰ
1

輸送施設の使用停止
(40日車)、文書警告

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第17
条第1項､法第17条第
4項

平成31年1月15日､監査実施。4件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規
則」)第3条第4項)､(2)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の
5第1項)、(3)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)､(4)
運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項)

4 4
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有限会社恵成運輸(法人
番号7290002043202)
代表者坂本一成

福岡県大野城市畑ヶ坂
1ｰ110

本社営業所
福岡県糟屋郡志
免町田富4ｰ1ｰ8

輸送施設の使用停止
(40日車)､文書警告

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第8
条第1項､法第17条第
4項

平成31年2月18日､監査実施。4件の違反が認められた。(1)～(2)事業計
画(自動車車庫､配置車両数)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車
運送事業法第8条第1項)､(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸
送安全規則(以下｢安全規則｣)第7条)､(4)運行記録計による記録義務違反
(安全規則第9条)

4 4
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ヤマト運輸株式会社(法
人番号1010001092605)
代表者栗栖利蔵

東京都中央区銀座2-16-
10

長崎主管支
店

長崎県大村市今
津町315-1

輸送施設の使用停止
（60日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
8条第1項､法第17条
第4項、道路運送車
両法第58条第1項

平成30年12月5日､監査実施。2件の違反が認められた。(1)事業計画(配
置車両数)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法第8条
第1項)､(2)無車検運行違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条､道
路運送車両法58条第1項)
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ヤマト運輸株式会社(法
人番号1010001092605)
代表者栗栖利蔵

東京都中央区銀座2-16-
10

柳川支店
福岡県柳川市西
浜武字道手1112-
1、1113-1

輸送施設の使用停止
（60日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
8条第1項､法第17条
第1項、法第17条第
4項、道路運送車両
法第58条第1項

平成31年3月8日､監査実施。3件の違反が認められた。(1)事業計画(配
置車両数)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法第8条
第1項)､(2)疾病、疲労等のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送
安全規則（以下、「安全規則」）第3条第6項)､(3)無車検運行違反(安全
規則第13条､道路運送車両法58条第1項)
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株式会社泉タクシー（法
人番号９３７０００１０
００４５８） 代表者髙
平賢

宮城県仙台市泉区七北
田字新田１２－１

本社営業所
宮城県仙台市泉
区七北田字新田
１２－１

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

令和元年５月３１日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実施
した結果、1件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督義
務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１項）

0 0

タクシー 2019 5 31

２５２５タクシー株式会
社（法人番号５３７００
０１０１３７３６） 代
表者佐藤恵美

宮城県仙台市宮城野区
仙台港北２丁目１番地
の２

本社営業所

宮城県仙台市宮
城野区仙台港北
２丁目１番地の
２

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

令和元年５月３１日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実施
した結果、1件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督義
務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１項）

0 0

タクシー 2019 5 31
伊香交通株式会社（法人
番号4160001007198）
代表者脇坂久雄

滋賀県長浜市木之本町
大字木之本1545番地

木之本
滋賀県長浜市木
之本町大字木之
本1545番地

文書警告
道路運送法第27条第
3項

平成31年2月20日、長期未実施を端緒に監査を実施。6件の違反が認め
られた。（1）運行管理者の選任解任届出義務違反（道路運送法第23条
第3項）、（2）乗務時間等の基準の遵守違反（旅客自動車運送事業運
輸規則(以下、｢運輸規則｣)第21条第1項）、（3）点呼の実施義務違反
（運輸規則第24条第1項、第2項）、（4）乗務等の記録事項義務違反
（運輸規則第25条第3項、第4項）、（5）乗務員台帳の記載事項義務違
反（運輸規則第37条第１項）、（6）運行管理規程の制定義務違反（運
輸規則第48条の2第1項）

0 0

乗合バス 2019 5 31

岐阜乗合自動車株式会社
（法人番号
3200001001437）代表
取締役黒川公男

岐阜県岐阜市九重町４
丁目２０番地

美濃

岐阜県美濃市大
字生櫛字上ボタ
下１４８６番地
１０号

文書警告
道路運送法第２７条
３項

平成３１年３月５日、監査方針に基づいて監査実施。１件の違反が認
められた。（１）運転者に対する指導監督違反（旅客自動車運送事業
運輸規則第３８条第１項）

5 0

貸切バス 2019 5 31

守丸興業株式会社（法人
番号１３８０００１０１
１６５１） 代表者国井
守雄

福島県石川郡浅川町大
字浅川字月斉陣場１８
４番地

本社営業所

福島県石川郡浅
川町大字浅川字
月斉陣場１８４
番地２

輸送施設の使用停止
（１００日車）及び
文書警告

道路運送法（以下
「法」）第９条の２
第１項、法第２７条
第３項

平成３０年７月１２日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、5
件の違反が認められた。（１）運賃料金事前届出、運賃料金変更事前
届出違反（道路運送法第９条の２第１項）、（２）運送引受書の記載
事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第
７条の２第１項）、（３）疾病・疲労等のおそれのある乗務（運輸規
則第２１条第５項）、（４）整備管理者の研修受講義務違反（運輸規
則第４６条）、（５）運行管理者の研修受講義務違反（運輸規則第４
８条の４第１項）

10 10



貨物 2019 6 3
有限会社小山運輸（法人
番号4050002010022）
代表者小山忠

茨城県笠間市大字大橋
２３６４－１

本社
茨城県笠間市大
字大橋小松沢２
３６４－１

事業停止（30日
間）、輸送施設の使
用停止（110日車）、
輸送の安全確保命令

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第18条
第1項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、平成30年9月26日、監査
を実施。15件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）疾病のおそれ
のある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（3）点
呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（4）
乗務等の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1
項）、（5）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第9条）、（6）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（7）初任運転者に対する適性
診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、
（8）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13
条、道路運送車両法第48条第1項）、（9）整備管理者の選任（解任）
未届出違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条、道路運送車両
法第52条）、（10）運行管理者の選任違反（貨物自動車運送事業法第
18条第1項）、（11）運行管理者の解任未届出違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第19条）、（12）事業計画の変更認可違反（貨物自動
車運送事業法第9条第1項）、（13）事業計画事後届出違反（貨物自動
車運送事業法第9条第3項）、（14）事業の健全な発達を阻害する競争
のうち社会保険等に未加入のもの（貨物自動車運送事業法第25条第2
項）、（15）自動車に関する表示義務違反（道路運送法第95条）

41 41

貨物 2019 6 3

トラストサービス株式会
社（法人番号
6160001012329）代表
取締役中村富明

滋賀県高島市マキノ町
中庄３５５番地４

福井
福井県越前市岩
内町３０号２－
３

輸送施設の使用停止
（３０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
９条第３項、法第１
７条第４項

平成３０年１０月１７日、監査方針に基づいて監査実施。１１件の違
反が認められた。（１）事業計画変更認可違反【営業所】（法第９条
第１項）、（２）休憩・睡眠施設の管理・保守違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第３項）、（３）健康
状態の把握違反（安全規則第３条第６項）、（４）点呼の実施義務違
反（安全規則第７条第１項及び第２項）、（５）点呼の記録記載不備
（安全規則第７条第５項）、（６）乗務等の記録記載不備（安全規則
第８条）、（７）運転者台帳の記載不備（安全規則第９条の５第１
項）、（８）運行管理者の研修受講義務違反（安全規則第２３条第１
項）、（９）整備管理者の研修受講義務違反（安全規則第１５条）、
（１０）報告義務違反（法第６０条第１項）、（１１）車体表示義務
違反（道路運送法第９５条）

3 3

タクシー 2019 6 3

名鉄交通第二株式会社
（法人番号
3180001120644）代表
取締役河原英穂

愛知県名古屋市瑞穂区
浮島町５－１

第二営業基
地

愛知県名古屋市
瑞穂区浮島町５
－１

輸送施設の停止（２
０日車）及び文書警
告

道路運送法「以下
（法）」第２０条、
第２７条

平成３１年１月２１日、監査方針に基づいて監査実施。４件の違反が
認められた。（１）区域外運送（法第２０条）、（２）運行管理者補
助者の要件違反（旅客自動車運送事業運輸規則「以下（運輸規則）」
第４７条の９第３項）、（３）点呼の実施義務違反（運輸規則第２４
条第１項及び第２項）、（４）運転者に対する指導監督違反（運輸規
則第３８条第１項）

2 2

タクシー 2019 6 3
むつみ交通株式会社(法
人番号5330001014390)
代表者堀川泰注

熊本県葦北郡津奈木町
岩城69

本社営業所
熊本県葦北郡津
奈木町大字岩城
69-3

文書警告、文書勧告
道路運送法第27条第
3項

平成31年3月6日、監査実施。10件の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条）、
(2)点呼の記録義務違反（運輸規則第24条第5項）、(3)点呼の記録事項
義務違反（運輸規則第24条第5項）、(4)乗務等の記録事項義務違反
（運輸規則第25条）、(5)乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第
37条第1項）、(6)運転者に対する指導監督違反（運輸規則第38条第1
項）、(7)運転者に対する指導監督の記録違反（運輸規則第38条第1
項）、(8)運転者に対する指導監督の記載事項義務違反（運輸規則第38
条第1項）、(9)指導主任者の届出義務違反(運輸規則第68条第1項第3
号)、(10)指導主任者の転任（退任）届出義務違反(運輸規則第68条第1
項第4号)

0 0

乗合バス 2019 6 3

むつみ交通株式会社（法
人番号
5330001014390） 代
表者堀川泰注

熊本県葦北郡津奈木町
岩城69

本社営業所
熊本県葦北郡津
奈木町大字岩城
69

文書警告
道路運送法第27条第
3項

平成31年3月6日、監査実施。7件の違反が認められた。(1)点呼の記録
義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第5
項）、(2)点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条第5項）、(3)乗務
等の記録事項義務違反（運輸規則第25条）、(4)乗務員台帳の記載事項
義務違反（運輸規則第37条第1項）、(5)運転者に対する指導監督違反
（運輸規則第38条第1項）、(6)運転者に対する指導監督の記録違反(運
輸規則第38条第1項）、(7)運転者に対する指導監督の記載事項義務違
反（運輸規則第38条第1項）

0 0

貸切バス 2019 6 3

イエスマップ株式会社
(法人番号
6120101029730)代表者
田嶋輝彦

大阪府堺市堺区鉄砲町
20番地12

本店
大阪府堺市西区
草部1745番地

輸送施設の使用停止
(80日車)

道路運送法第27条第
3項

平成31年1月28日、法令違反の疑いを端緒に監査を実施。6件の違反が
認められた。(1)運送引受書の記載事項義務違反(旅客自動車運送事業運
輸規則（以下、「運輸規則」)第7条の2第1項)、(2)点呼の記録事項義務
違反(運輸規則第24条第5項)、(3)運行指示書の記載事項義務違反(運輸
規則第28条の2第1項)、(4)乗務等の記録事項義務違反(運輸規則第25条
第1項、第2項、第4項)、(5)運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸
規則第38条第2項)、(6)健康状態の把握義務違反(運輸規則第21条第5項)

8 8

貸切バス 2019 6 3
有限会社野間観光(法人
番号8140002061936)代
表者門脇敏一

兵庫県多可郡多可町八
千代区中野間329番地の
1

三木
兵庫県三木市緑
が丘町本町1丁目
238番地の2

輸送施設の使用停止
(110日車)

道路運送法第27条第
3項

平成30年9月28日、法令違反の疑いを端緒に監査を実施。6件の違反が
認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2第1
項)、(2)健康状態の把握義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則（以
下、「運輸規則」)第21条第5項)、(3)点呼の記録事項義務違反(運輸規
則第24条第5項)、(4)運行記録計による記録義務違反(運輸規則第26条第
1項)、(5)乗務員台帳の記載事項義務違反(運輸規則第37条第1項)、(6)
運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)

42 11

貨物 2019 6 4

有限会社高繁工業（法人
番号７３７０８０２００
０４１０） 代表者北郷
充雄

宮城県岩沼市下野郷字
新南長沼２７－８

本社営業所
宮城県岩沼市下
野郷字新南長沼
２７－８

文書警告
貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

令和元年５月２０日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、1件
の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第１０条第１項）

0 0

貨物 2019 6 4
有限会社紅大商事（法人
番号1021002026170）
代表者内田孝

神奈川県相模原市南区
相模台６－１７－１０

本社
神奈川県相模原
市南区相模台６
－１７－１０

輸送施設の使用停止
（200日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第13条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年11月14日、監査
を実施。8件の違反が認められた。（1）疾病のおそれのある乗務（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（2）点呼の実施義務違
反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（3）乗務等の記録
事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（4）
運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9
条）、（5）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第1項）、（6）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第13条）、（7）運行管理者の講習受講義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項）、（8）報告義務違
反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）

20 20

貨物 2019 6 4

本所倉庫運輸株式会社
（法人番号
5011701007195）代表
者宮坂勉

東京都江戸川区大杉５
－２４－１９

本社
東京都江戸川区
大杉５－２４－
１９

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平成30年11
月29日、監査を実施。5件の違反が認められた。（1）点呼の実施義務
違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（2）運転者に対
する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1
項）、（3）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第10条第2項）、（4）定期点検整備の実施違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条）、（5）運行管理補助者の
要件違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項）

2 2



貨物 2019 6 4
株式会社誠輪物流（法人
番号3030001069112）
代表者野坊戸薫

埼玉県鶴ヶ島市大字上
広谷４７２－１

本社
埼玉県鶴ヶ島市
上広谷本村４７
２－８

輸送施設の使用停止
（50日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

労働局からの通報を端緒として平成30年11月20日、監査を実施。6件の
違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）点呼の実施義務違反等（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条）、（3）運行記録計による記録義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（4）運行指示書に
よる作成義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3）、
（5）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第10条第1項）、（6）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）

5 5

貨物 2019 6 4

ＩＮロジスティクス株式
会社（法人番号
1030001088691）代表
者猪野信夫

埼玉県深谷市永田４７
９－２

本社
埼玉県深谷市永
田４７９－２

輸送施設の使用停止
（145日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第13条

労働局からの通報を端緒として平成30年10月17日、監査を実施。9件の
違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）乗務時間等告示なお書きの遵守
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（3）点呼の実
施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（4）運行
指示書による作成義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の
3）、（5）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第1項）、（6）初任運転者に対する適性診断受診義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（7）定期点検
整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条）、（8）整
備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第15
条）、（9）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）

15 15

貨物 2019 6 4

株式会社ゼロ・プラス関
東（法人番号
1020001079964）代表
者丹羽秀夫

神奈川県川崎市幸区堀
川町５８０ソリッドス
クエア西館６階

千葉カスタ
マーサービ
スセンター

千葉県千葉市美
浜区新港８８

輸送施設の使用停止
（80日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

救護措置義務違反があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平
成30年10月30日、監査を実施。7件の違反が認められた。（1）乗務時
間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4
項）、（2）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第6項）、（3）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条）、（4）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（5）初任運転者に対する適
性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項）、（6）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第13条）、（7）整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第15条）

12 8

貨物 2019 6 4
丸忠運輸株式会社（法人
番号1020001021810）
代表者三澤ちぐさ

神奈川県横浜市鶴見区
獅子ヶ谷３－１２

本社
神奈川県横浜市
鶴見区獅子ヶ谷
３－１２

輸送施設の使用停止
（230日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第13条

死亡事故を引き起こしたことを端緒として平成30年11月27日、監査を
実施。7件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）疾病のおそれのあ
る乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（3）点呼の
記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）、
（4）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
8条第1項）、（5）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第1項）、（6）定期点検整備の実施違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第13条）、（7）事業の健全な発達を阻害
する競争のうち社会保険等に未加入のもの（貨物自動車運送事業法第
25条第2項）

23 23

貨物 2019 6 4

有限会社ＫＳｃｏｍｐａ
ｎｙ（法人番号
5020002069085）代表
者志良堂清之

神奈川県横浜市鶴見区
大東町４－１

本社
神奈川県川崎市
川崎区白石町７
－６

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

労働局からの通報を端緒として平成30年10月25日及び同年12月21日、
監査を実施。8件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）点呼の実施
義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（3）乗務等
の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1
項）、（4）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第9条）、（5）運行指示書による作成義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第9条の3）、（6）運行指示書の記載事項義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3）、（7）運転者に対す
る指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、
（8）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）

2 2

貨物 2019 6 4

明和運送株式会社法人番
号（１２４０００１０１
１７０７）代表者武安哲
男

広島県広島市南区出島
２丁目１-２６

物流セン
ター営業所

広島県広島市南
区出島２丁目１
４－１３

輸送施設の使用停止
（３０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項及
び第４項

酒気帯び運転をしたことを端緒として、平成３０年９月２１日及び同
年１１月９日に監査を実施。６件の違反が認められた。（１）乗務時
間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下安全規
則）第３条第４項）（２）乗務時間等告示なお書きの遵守違反（安全
規則第３条第４項）（３）点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１
項、第２項及び第３項）（４）点呼の記録事項義務違反（安全規則第
７条第５項）（５）乗務等の記録事項義務違反（安全規則第８条第１
項）（６）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第１０条第１
項）

3 3

タクシー 2019 6 4

えびす自動車株式会社
（法人番号
6010801020537） 代
表者  小泉 英明

東京都大田区東糀谷２
－４－２１

本社営業所
東京都大田区東
糀谷２－４－２
１

輸送施設の使用停止
（100日車）

道路運送法（以下、
運送法）第27条第3
項、ﾀｸｼｰ業務適正化
特別措置法第16条第
1項

平成30年10月10日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実施。5
件の違反が認められた。(1)健康状態の把握義務違反(旅客自動車運送事
業運輸規則(以下､運輸規則)第21条第5項)､(2)運転者に対する指導監督
義務違反(運輸規則第38条第1項)､(3)高齢運転者に対する告示で定める
特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､(4)高齢運転者に対する適
性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)､(5)運転者証の返納等義務
違反(ﾀｸｼｰ業務適正化特別措置法第16条第1項)

10 10

タクシー 2019 6 4
泰進交通株式会社（法人
番号9010601012764）
代表者 高沢 泰博

東京都墨田区堤通１－
９－１５

本社営業所
東京都墨田区堤
通１－９－１５

輸送施設の使用停止
（20日車）

運送法第27条第3
項、運送法第29条

平成30年12月3日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実施。4
件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則
第38条第1項)､(2)高齢運転者に対する告示で定める特別な指導義務違反
(運輸規則第38条第2項)､(3)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反
(運輸規則第38条第2項)､(4)事故の未届出(運送法第29条)

2 2

タクシー 2019 6 4
勝山交通株式会社（法人
番号2210001010000）
代表取締役竹田幸弘

福井県勝山市滝波町４
丁目１０１番地

本社
福井県勝山市滝
波町４丁目１０
１番地

輸送施設の停止（２
０日車）及び文書警
告

道路運送法第２７条
（以下「法」）第３
項

平成３１年１月２１日、監査方針に基づいて監査実施。３件の違反が
認められた。（１）乗務員台帳の作成義務違反（旅客自動車運送事業
運輸規則「以下（運輸規則）」第３７条第１項）、（２）特定の運転
者に対する指導監督違反（運輸規則第３８条第２項）、（３）特定の
運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第３８条第２項）

2 2

タクシー 2019 6 4 林由紀男 京都府京都市伏見区 林タクシー
京都府京都市伏
見区

輸送施設の使用停止
（44日車）

道路運送法第13条
平成30年12月17日、京都運輸支局において苦情を端緒に調査を実施。1
件の違反が認められた。（1）運送引受義務違反（道路運送法第13条）

5 5

タクシー 2019 6 4

敦賀第一交通株式会社
（法人番号
8210001010853）代表
者栗原教臣

福井県敦賀市相生町１
８番２０号

本社
福井県敦賀市相
生町１８番地２
０号

文書警告
道路運送法第２７条
（以下「法」）第３
項

平成３１年１月２３日及び平成２月５日並びに平成２月２５日、監査
方針に基づいて監査実施。３件の違反が認められた。（１）運行管理
者解任届出違反（法第２３条３項）、（２）乗務時間等の基準の遵守
違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第２１条第
１項）、（３）整備管理者の解任届出違反（運輸規則第４５条）

0 0

乗合バス 2019 6 4

有限会社潤井戸タクシー
（法人番号：
2040002072841） 代
表者 菊岡文夫

千葉県市原市潤井戸
1058

本社営業所
千葉県市原市潤
井戸1058

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

平成31年1月28日、新規許可を受けたことを端緒に監査を実施。1件の
違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運
送事業運輸規則第38条第1項)

0 0



貸切バス 2019 6 4

株式会社新日国際交通
（法人番号：
7011801013587） 代
表者 名取敏絵

東京都葛飾区東水元2-
31-8-103

本社営業所
東京都葛飾区東
水元2-31-8-103

輸送施設の使用停止
（170日車）

道路運送法第9条の2
第1項

平成30年10月29日及び平成30年11月9日、定期的な監査を実施。6件の
違反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2
第1項)､(2)運送引受書の交付義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以
下｢運輸規則｣)第7条の2第1項)､(3)疾病のおそれのある乗務(運輸規則第
21条第5項)､(4)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)､(5)運
転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)､(6)整備管理
者の研修受講義務違反(運輸規則第46条)

72 17

貸切バス 2019 6 4

株式会社太栄観光バス
（法人番号：
2030001071647） 代
表者 内田太三郎

埼玉県比企郡嵐山町吉
田718-1

本社営業所
埼玉県比企郡嵐
山町吉田718-1

輸送施設の使用停止
（60日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第2
項

平成30年10月2日、定期的な監査を実施。5件の違反が認められた。(1)
疾病のおそれのある乗務(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規
則｣)第21条第5項)､(2)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)､
(3)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(4)高齢運
転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､(5)高齢運転
者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)

6 6

貸切バス 2019 6 4
株式会社鈴晃（法人番
号：1030001071219）
代表者 鈴木康王

埼玉県比企郡滑川町福
田912-1

本社営業所
埼玉県比企郡滑
川町福田912-1

輸送施設の使用停止
（170日車）

道路運送法第9条の2
第1項

平成30年10月22日及び平成30年11月26日、定期的な監査を実施。5件
の違反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条
の2第1項)､(2)点呼の実施等義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以
下｢運輸規則｣)第24条)､(3)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則
第38条第1項)､(4)初任運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第
38条第2項)､(5)運行管理者に対する講習受講義務違反(運輸規則第48条
の4第1項)

17 17

貸切バス 2019 6 4

株式会社フェニックス
オート（法人番号：
8040001046188） 代
表者 雪田省吾

千葉県山武郡芝山町岩
山2367-1

本社営業所
千葉県山武郡芝
山町岩山2367-1

輸送施設の使用停止
（260日車）

道路運送法第9条の2
第1項

平成30年6月26日及び平成30年7月19日、定期的な監査を実施。12件の
違反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2
第1項)､(2)運行管理補助者の選任届出違反(運送法第23条第3項)､(3)運
送引受書の記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規
則｣)第7条の2第1項)､(4)疾病のおそれのある乗務(運輸規則第21条第5
項)､(5)点呼の記録事項等義務違反(運輸規則第24条第5項)､(6)乗務等の
記録の記載事項不備(運輸規則第25条第2項)､(7)乗務等の記録等義務違
反 (運輸規則第25条第2項)､(8)運行記録計による記録義務違反(運輸規
則第26条第1項)､(9)運行指示書の記載事項不備(運輸規則第28条の2第1
項)､(10)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(11)
初任運転者及び高齢運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38
条第2項)､(12)初任運転者及び高齢運転者に対する適性診断受診義務違
反(運輸規則第38条第2項)

26 26

貸切バス 2019 6 4

有限会社加治木観光バス
(法人番号
6340002015659) 代表
者立元隆正

鹿児島県姶良市加治木
町木田2352

本社営業所
鹿児島県姶良市
加治木町木田
2352

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和元年5月9日、監査実施。2件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反（旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第
21条第1項）、(2)点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条第5項）

0 0

貨物 2019 6 5

株式会社サカイ引越セン
ター法人番号（６１２０
１０１００２７２０）代
表者田島哲康

大阪府堺市堺区石津北
町５６

広島南支社
広島県広島市西
区福島町２丁目
３６－１

文書警告
貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

過去１年以内における当該営業所に係る駐停車違反件数が３件に達し
たことを端緒として、令和元年６月５日に監査を実施。１件の違反が
認められた。（１）運転者に対する指導監督義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第１０条第１項）

0 0

貨物 2019 6 6

ヤマラク運輸株式会社
（法人番号１３９０００
１０１１２８７） 代表
者山口長一

山形県西置賜郡白鷹町
大字十王３２２１

本社営業所
山形県西置賜郡
白鷹町大字十王
３２２１

輸送施設の使用停止
（３０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項、法第
１７条第４項

平成３０年７月３０日及び３１日、監査方針を端緒として監査を実施
した結果、6件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第
４項）、（２）乗務等の記録事項義務違反（安全規則第８条第１
項）、（３）運行指示書の記載事項義務違反（安全規則第９条の３第
２項）、（４）運行指示書の保存義務違反（安全規則第９条の３第４
項）、（５）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第１０条第
１項）、（６）定期点検整備記録簿の保存義務違反（安全規則第１３
条及び道路運送車両法第４９条）

3 3

貨物 2019 6 6

岡田陸運株式会社（法人
番号１３８０００１０１
２５７５） 代表者割谷
明裕

福島県いわき市小川町
西小川字上居合１５３

本宮営業所
福島県本宮市荒
井字恵向１０－
１

輸送施設の使用停止
（９０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項、法第
１７条第４項

平成３０年８月１０日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、6
件の違反が認められた。（１）健康状態の把握義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第６項）、（２）
点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１項、第２項）、（３）点呼
の記録事項（不実記載）義務違反（安全規則第７条第５項）、（４）
運転者台帳の作成義務違反（安全規則第９条の５第１項）、（５）運
転者に対する指導監督義務違反（安全規則第１０条第１項）、（６）
初任運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第１０条第２
項）

9 9

貨物 2019 6 6

株式会社マルニ（法人番
号３３８０００１０１６
９０５） 代表者丹伊田
真一

福島県双葉郡大熊町大
字熊字熊町６００

本社営業所
福島県双葉郡葛
尾村大字葛尾字
小坂１６５－１

輸送施設の使用停止
（５０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
９条第１項、法第１
７条第１項、法第１
７条第４項、道路運
送法第９５条

平成３０年６月１４日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として監
査を実施した結果、12件の違反が認められた。（１）営業所の位置の
違反（貨物自動車運送事業法施行規則（以下「施行規則」）第２条第
１項第２号）、（２）自動車車庫の位置及び収容能力違反（施行規則
第２条第１項第４号）、（３）睡眠・休憩の位置及び収容能力違反
（施行規則第２条第１項第５号）、（４）健康状態の把握義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第６
項）、（５）点呼の記録義務違反（安全規則第７条第５項）、（６）
運転者台帳の作成義務違反（安全規則第９条の５第１項）、（７）運
転者台帳の規定事項の記載違反（安全規則第９条の５第１項）、
（８）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第１０条第１
項）、（９）事故惹起運転者に対する指導義務違反（安全規則第１０
条第２項）、（１０）初任及び事故惹起運転者に対する適性診断受診
義務違反（安全規則第１０条第２項）、（１１）整備管理者の研修受
講義務違反（安全規則第１５条）、（１２）車体表示義務違反（道路
運送法施行規則第６５条）

5 5

貨物 2019 6 6

有限会社白河東西運輸
（法人番号４３８０００
２０１７９５０） 代表
者渡邊和男

福島県西白河郡泉崎村
大字太田川字原山１－
１８

本社営業所

福島県西白河郡
泉崎村大字太田
川字原山１－１
８

輸送施設の使用停止
（１００日車）及び
文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
８条第１項、法第１
７条第１項及び法第
１７条第４項

平成３０年９月２０日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、6
件の違反が認められた。（１）自動車車庫の位置及び収容能力違反
（営業所との距離）（貨物自動車運送事業法施行規則第２条第１項第
４号）、（２）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、（３）点呼の実施
義務違反（安全規則第７条第１項、第２項）、（４）点呼の記録事項
（不実記載）義務違反（安全規則第７条第５項）、（５）運転者に対
する指導監督違反（安全規則第１０条第１項）、（６）初任運転者に
対する適性診断受診義務違反（安全規則第１０条第２項）

10 10

貨物 2019 6 6
徳島急送株式会社（法人
番号6480001004517)代
表者近久義典

徳島県吉野川市鴨島町
上浦７９３－１

本社営業所
徳島県吉野川市
鴨島町上浦字馬
場南７９３－１

輸送施設の使用停止
（２０日車)及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項、第
4項

平成３０年１２月１８日、１２月２７日、労働局からの通報を端緒と
して監査を実施したところ、４件の違反が確認された。(1)運転者の過
労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間の限度を超え、
また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があっ
たこと（安全規則第3条第4項）、(2)運転者に対する点呼が確実になさ
れていなかったこと（安全規則第7条第1項、第2項、第3項）、(3)運転
者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと（安全規
則第7条第5項）、(4)運転者の乗務について定められた事項の記録が不
適切であったこと（安全規則第8条）

2 2



貨物 2019 6 7
株式会社中部日軽（法人
番号9180302006009）
代表取締役伊藤鐘次

愛知県安城市北山崎町
柳原７２番地１

本社
愛知県岡崎市東
大友町字川原３
１番地６

輸送施設の使用停止
（６０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項

平成３０年１１月２１日、監査方針に基づいて監査実施。８件の違反
が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、（２）健康
状態の把握違反（安全規則第３条第６項）、（３）点呼の記録記載不
備（安全規則第７条第５項）、（４）乗務等の記録記載不備（安全規
則第８条）、（５）運転者台帳の作成義務違反（安全規則第９条の５
第１項）、（６）運転者台帳の記載不備（安全規則第９条の５第１
項）、（７）特定の運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則
第１０条第２項）、（８）健康保険法等に基づく社会保険等未加入
（安全規則第２５条第２項）

6 6

タクシー 2019 6 7

株式会社津幡観光社（法
人番号９２２０００１０
１７６３２） 代表者中
本修次

石川県河北郡津幡町字
津幡二１３－３

本社営業所
石川県河北郡津
幡町字津幡二１
３－３

輸送施設の使用停止
（２０日車）

道路運送法第２７条
第３項

平成３０年１２月２０日、監査実施。２件の違反が認められた。
（１）運転者に対する指導監督告示による運転者に対する特別な指導
及び適性診断受診義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第
２項）（２）運行管理者の講習（一般講習）受講義務違反（旅客自動
車運送事業運輸規則第４８条の４第１項）

32 2

タクシー 2019 6 7
大平交通株式会社（法人
番号8180001099635）
代表取締役宮崎稔

愛知県あま市甚目寺五
位田１３８番地

本社
愛知県あま市甚
目寺五位田１３
８番地

輸送施設の停止（８
０日車）及び文書警
告

道路運送法（以下
「法」）第２７条第
３項

平成３０年１２月１２日、監査方針に基づいて監査実施。６件の違反
が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反（旅客自動車運送
事業運輸規則「以下（運輸規則）」第２１条第１項）、（２）健康状
態の把握義務違反（運輸規則第２１条第５項）、（３）点呼の実施義
務違反（運輸規則第２４条第１項及び第２項）、（４）点呼の記録記
載不備（運輸規則第２４条第５項）、（５）運行管理者補助者の要件
違反（運輸規則第４７条の９第３項）、（６）社会保険等加入義務者
の一部未加入（法第３０条第２項）

8 8

タクシー 2019 6 7

名鉄西部交通北部株式会
社（法人番号
8180001120648）代表
取締役小川健司

愛知県一宮市緑３丁目
８番地２４号

各務原
岐阜県各務原市
鵜沼朝日町２丁
目９番地７号

輸送施設の停止（２
０日車）

道路運送法第２７条
第３項

平成３１年１月１１日、監査方針に基づいて監査実施。２件の違反が
認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反（運輸規則第２１条
第１項）、（２）点呼の実施義務違反（運輸規則第２４条第１項及び
第２項）

6 6

貸切バス 2019 6 7
有限会社神園交通(法人
番号1330002025671)
代表者神園喜八郎

熊本県八代市通町10-57
本社バス営
業所

熊本県八代市新
港町2-2-2

文書警告（処分日車
数30日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3.(6)
による）

道路運送法第27条第
3項

平成31年4月17日、監査実施。3件の違反が認められた。(1)乗務員台帳
の記載事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)
第37条第1項）、(2)乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第25条）、
(3)運転者に対する指導監督違反（運輸規則第38条第1項）

15 3

貨物 2019 6 10
有限会社広進運輸（法人
番号5120002030458）
代表者瀧口欣一

大阪府摂津市鳥飼中２
丁目１０８１番地

本社
大阪府摂津市鳥
飼中２丁目１０
８１番地

輸送施設の使用停止
(150日車)

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年７月２日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。１
０件の違反が認められた。（１）事業計画変更認可違反（自動車車庫
の位置）（貨物自動車運送事業法第９条第１項）、（２）乗務時間等
の告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第４
項）、（３）点呼の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第７条第５項）、（４）点呼記録の不実記載（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第７条第５項）、（５）乗務等の記録事項義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第８条）、（６）運行記録計によ
る記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条）、（７）
運転者台帳の記載事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
９条の５第１項）、（８）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第１０条第１項）、（９）定期点検整備の実施
違反（３ヶ月点検）（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１３条、道
路運送車両法第４８条）、（１０）運行管理者補助者の要件違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第１８条第３項）

15 15

貨物 2019 6 10
株式会社ＫＢＳ（法人番
号2140001030930）代
表者神吉秀彦

兵庫県神戸市長田区苅
藻島町３丁目１１番３
０号

本社

兵庫県神戸市長
田区苅藻島町３
丁目１１番３０
号

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第４項

令和元年５月２２日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。２
件の違反が認められた。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第７条）、（２）点呼の記録事項義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第７条第５項）

0 0

貨物 2019 6 10
株式会社大興吊運(法人
番号3320001004254)
代表者大丸年己

大分県大分市大字城原
644-6

本社営業所
大分県大分市大
字城原644-6

輸送施設の使用停止
(135日車)、文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
8条第1項、法第17
条第1項、法第17条
第4項、道路運送車
両法第48条

平成31年1月24日､監査実施。15件の違反が認められた。(1)事業計画
(自動車車庫)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法
（以下「法」）第8条第1項)、(2)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項)、(3)疾
病、疲労等のおそれのある乗務(安全規則第3条第6項)、(4)点呼の実施
義務違反(安全規則第7条)、(5)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条
第5項)、(6)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(7)運行記録
計による記録義務違反(安全規則第9条)、(8)運行指示書に係る（作成、
指示、携行）義務違反(安全規則第9条の3第1項)、(9)運転者台帳の記載
事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(10)運転者に対する指導監督
違反(送安全規則第10条第1項)､(11)運転者に対する指導監督の記録又は
指導監督の記録保存違反(安全規則第10条第1項)、(12)運転者に対する
指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1項)､(13)特定運転者に
対する特別な指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(14)特定運転者に
対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)､(15）定期点検整
備の実施違反（安全規則第13条、道路運送車両法第48条）

14 14
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オリエンタルタクシー株
式会社(法人番号
3140001003159)代表者
金子健作

兵庫県神戸市東灘区御
影石町3丁目12番20号

本社
兵庫県神戸市東
灘区御影石町3丁
目12番地20号

輸送施設の使用停止
(10日車)

道路運送法第27条第
3項

平成31年3月22日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。(1)運
転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第
1項)

1 1
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大森タクシー株式会社法
人番号（４２７０００１
０００１２６）代表者山
田富士雄

鳥取県鳥取市南安長１
丁目２－１８

本社
鳥取県鳥取市南
安長１丁目２－
１８

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

情報提供を端緒として、平成３０年９月６日及び令和元年５月１０日
に監査を実施。２件の違反が認められた。（１）点呼の実施義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則（以下運輸規則）第２４条第２項）
（２）点呼の記録事項義務違反（運輸規則第２４条第５項）

0 0
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有限会社再耕庵タクシー
(法人番号
8300002006759) 代表
者藤野秀之

佐賀県鹿島市大字高津
原4404-1

本社営業所
佐賀県鹿島市高
津原4404-1

輸送施設の使用停止
(20日車)、文書警告

道路運送法(以下
「法」)第23条第3
項、法第27条第3項

平成31年3月11日、監査実施。7件の違反が認められた。(1)運行管理者
の選任（解任）未届出違反（道路運送法第23条第3項）、(2)点呼の記
録事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24
条第5項）、(3)乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第25条）、(4)乗
務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条第1項）、(5)運転者に
対する指導監督違反（運輸規則第38条第1項）、(6)特定運転者に対す
る特別な指導監督違反（運輸規則第38条第2項）、(7)特定運転者に対
する適性診断受診義務違反（運輸規則第38条第2項）

2 2
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沖縄ハイヤー 代表者羽
賀勝基

沖縄県南城市大里大城
９１０－１

本社営業所
沖縄県南城市大
里大城９１０－
１

輸送施設の使用停止
（３０日車）、文書
警告

道路運送法第２７条
第３項

平成３０年１２月１１日、新規許可を端緒に監査を実施。６件の違反
が認められた。（１）輸送の安全及び旅客の利便を確保するための遵
守事項違反（旅客自動車運送事業運輸規則第（以下「運輸規則」）２
１条第５項）、（２）点呼の実施義務違反（運輸規則第２４条第１
項、第２項）、（３）点呼の記録義務違反（運輸規則第２４条第５
項）、（４）乗務等の記録義務違反（運輸規則第２５条第３項、第４
項）、（５）乗務員台帳の作成、備付け義務違反（運輸規則第３７条
第１項）、（６）届出義務違反（運輸規則第６８条第１項第３号）

3 3
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合名会社明豊タクシー
（法人番号：２３６００
０３００３０２９） 代
表社員上原文榮

沖縄県沖縄市知花４丁
目３－３

本社営業所
沖縄県沖縄市知
花４丁目３－３

輸送施設に使用停止
（３０日車）

道路運送法（以下
「法」）第２７条第
３項、法第３０条第
２項

平成３０年１２月２１日、死亡事故を端緒に監査を実施。３件の違反
が認められた。（１）輸送の安全及び旅客の利便を確保するための遵
守事項違反（旅客自動車運送事業運輸規則第（以下「運輸規則」）２
１条第５項）、（２）運転者に対する指導監督義務違反（運輸規則第
３８条第１項）、（３）事業の健全な発達を阻害する競争（法第３０
条第２項）

3 3
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株式会社Ｔｏｐ Ｄｏｇ
ｇ Ｅｘｐｒｅｓｓ（法
人番号
7030001068390）代表
者加藤純一

神奈川県相模原市中央
区上溝２３４６－１８

本社

神奈川県相模原
市中央区上溝２
３４６－１８２
階

輸送施設の使用停止
（105日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、平成30年7月6日、同年8
月9日及び同年9月25日並びに同年10月11日、監査を実施。12件の違反
が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第4項）、（2）健康状態の把握義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（3）点呼の実施義務違反等
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（4）乗務等の記録事項
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（5）運行
記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9
条）、（6）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第1項）、（7）初任運転者に対する適性診断受診義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（8）定期点
検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条）、（9）
整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
15条）、（10）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第23条第1項）、（11）事業計画の変更認可違反（貨物自
動車運送事業法第9条第1項）、（12）報告義務違反（貨物自動車運送
事業報告規則第2条）

11 11
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有限会社黒田運送（法人
番号3060002028246）
代表者瀬下幸男

栃木県小山市大字西黒
田１７０－１１

本社
栃木県小山市大
字粟宮４８３－
３

輸送施設の使用停止
（160日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年11月28日、監査
を実施。13件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）疾病のおそれ
のある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（3）点
呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、
（4）点呼の記録保存義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第5項）、（5）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第8条第1項）、（6）乗務等の記録保存義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（7）運行記録計による記録義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（8）運行記録計
による記録保存義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、
（9）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第10条第1項）、（10）初任運転者に対する適性診断受診義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（11）定期点検整
備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条）、（12）事
業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、（13）
事業計画事後届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）

16 16
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株式会社サンケン（法人
番号5020001026541）
代表者岡田健三

神奈川県横浜市中区か
もめ町１７

本社
神奈川県横浜市
中区かもめ町１
７

輸送施設の使用停止
（50日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年10月19日、監査
を実施。5件の違反が認められた。（1）疾病のおそれのある乗務（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（2）点呼の実施義務違
反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（3）乗務等の記録
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（4）乗務
等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1
項）、（5）運行管理補助者の要件違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第18条第3項）

5 5
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駒形運送有限会社（法人
番号8070002002195）
代表者諸田精次

群馬県前橋市下大島町
４４９－５

本社
群馬県前橋市下
大島町４４９－
５

輸送施設の使用停止
（160日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年8月31日及び同年
11月21日、監査を実施。10件の違反が認められた。（1）疾病のおそれ
のある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（2）点
呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、
（3）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
8条第1項）、（4）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第9条）、（5）運転者に対する指導監督違反等（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（6）定期点検整備の実
施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条）、（7）運行管理者
の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1
項）、（8）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1
項）、（9）事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3
項）、（10）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）

16 16
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有限会社篠原システム
サービス（法人番号
1011802026627）代表
者篠原昭紀

東京都葛飾区新小岩４
－６－８

本社
東京都葛飾区新
小岩４－６－８

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平成30年11
月22日及び同年12月6日、監査を実施。9件の違反が認められた。（1）
乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第
4項）、（2）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条）、（3）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第8条第1項）、（4）運行記録計による記録保存義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（5）運転者に対する指
導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、
（6）初任・高齢運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第2項）、（7）初任・高齢運転者に対する適性診断
受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、
（8）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、
（9）自動車に関する表示義務違反（道路運送法第95条）

3 3
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ＴＥＡＳトランスポート
有限会社（法人番号
5050002016778）代表
者土田和盛

群馬県前橋市上増田町
４９８－１（旧：茨城
県土浦市真鍋新町１５
－１９）

本社
群馬県伊勢崎市
宮子町３５１４
－３

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年5月23日及び同年
10月31日並びに平成31年3月14日、監査を実施。7件の違反が認められ
た。（1）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
7条）、（2）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第8条第1項）、（3）運行記録計による記録義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第9条）、（4）運転者に対する指導監督違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（5）定期点検整
備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条）、（6）整備
管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第15
条）、（7）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）

3 3
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ＴＡＫＡＩＤＯクールフ
ロー株式会社（法人番号
2011301004109）代表
者飯田勇一

東京都杉並区下高井戸
５－４－４５

厚木
神奈川県厚木市
酒井３０９９

輸送施設の使用停止
（50日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

労働局からの通報を端緒として平成30年8月2日及び同年8月22日並びに
平成31年3月28日、監査を実施。9件の違反が認められた。（1）乗務時
間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4
項）、（2）健康状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第6項）、（3）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条）、（4）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第8条第1項）、（5）運転者に対する指導監督違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（6）高齢運転者
に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項）、（7）初任・高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（8）事業計画事前届出違
反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）、（9）事業の健全な発達を阻
害する競争のうち社会保険等に未加入のもの（貨物自動車運送事業法
第25条第2項）

5 5

貨物 2019 6 11

株式会社プリント・キャ
リー（法人番号
1122001006723）代表
者西山一郎

大阪府東大阪市加納６
－２－１６、１７

加納
大阪府東大阪市
加納６－２－１
６、１７

輸送施設の使用停止
(10日車)

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年９月２５日及び同年１０月１日、法令違反の疑いがあるこ
とを端緒に監査を実施。８件の違反が認められた。（１）点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条）、（２）点呼の
記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第５
項）、（３）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第８条）、（４）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第９条）、（５）運転者台帳の記載事項義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条の５第１項）、（６）初
任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第１０条第２項）、（７）運行管理規程制定違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第２１条）、（８）運行管理者補助者の要件違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１８条第３項）

1 1

タクシー 2019 6 11

永楽交通株式会社（法人
番号２３７０００１００
１５３７） 代表者笹川
和男

宮城県仙台市太白区東
郡山一丁目１－１１

本社営業所
宮城県仙台市太
白区東郡山一丁
目２１０－２

輸送施設の使用停止
（１０日車）

道路運送法第２７条
第３項

平成３１年１月３０日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実
施した結果、１件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監
督義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１項）

1 1

タクシー 2019 6 11

有限会社高砂タクシー
（法人番号７３７０００
２００７９８２） 代表
者板垣博

宮城県仙台市宮城野区
鶴ヶ谷東二丁目３５－
１

本社営業所
宮城県仙台市宮
城野区鶴ヶ谷東
二丁目８４－１

輸送施設の使用停止
（１０日車）

道路運送法第２７条
第３項

平成３１年４月２５日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実
施した結果、1件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督
義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１項）

1 1

タクシー 2019 6 11 金井 猛年 東京都世田谷区 個人 東京都世田谷区
輸送施設の使用停止
（10日車）

道路運送車両法（以
下、車両法）第58条
第1項

平成31年2月22日、法令違反の疑いがあることを端緒として調査を実
施。1件の違反が認められた。(1)無車検運行(車両法第58条第1項)

1 1

タクシー 2019 6 11 河野 富士夫 東京都足立区 個人 東京都足立区
輸送施設の使用停止
（60日車）

車両法第58条第1項
平成31年2月22日、法令違反の疑いがあることを端緒として調査を実
施。1件の違反が認められた。(1)無車検運行(車両法第58条第1項)

6 6

タクシー 2019 6 11
エムケイ株式会社(法人
番号4130001013991)代
表者青木信明

京都府京都市伏見区竹
田中川原町53-1

西五条
京都府京都市右
京区西院久保田
町6-7

輸送施設の使用停止
(10日車)

道路運送法第27条第
3項

平成31年4月4日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。(1)運転
者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1
項)

4 1

タクシー 2019 6 11
エムケイ株式会社(法人
番号4130001013991)代
表者青木信明

京都府京都市伏見区竹
田中川原町53-1

山科
京都府京都市山
科区西野小柳町
7-1

輸送施設の使用停止
(10日車)

道路運送法第27条第
3項

平成31年4月18日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。(1)運
転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第
1項)

4 1

貨物 2019 6 12

岩手雪運株式会社（法人
番号９４００００１００
５２５５） 代表者高橋
嘉信

岩手県花巻市石神町７
７－３

仙南営業所
宮城県柴田郡大
河原町大谷字一
軒地９３－１

文書警告
貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

令和元年６月５日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、1件の
違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第１０条第１項）

0 0

貨物 2019 6 12

有限会社橋本興業運輸
（法人番号８３８０００
２０２４１７５） 代表
者橋本英幸

福島県いわき市常磐上
湯長谷町五反田２７０

本社営業所
福島県いわき市
鹿島町鹿島１

輸送施設の使用停止
（２０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項、法第
１７条第４項

平成３０年１０月１６日、監査方針を端緒として監査を実施した結
果、9件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４
項）、（２）点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１項、第２項、
第３項）、（３）点呼の記録義務違反（安全規則第７条第５項）、
（４）乗務等の記録保存義務違反（安全規則第８第１項）、（５）運
行記録計による記録義務違反（安全規則第９条）、（６）運転者台帳
の記載事項義務違反（安全規則第９条の５第１項）、（７）運転者に
対する指導監督義務違反（安全規則第１０条第１項）、（８）運転者
に対する指導監督の記録保存違反（安全規則第１０条第１項）、
（９）定期点検整備の実施違反（安全規則第１３条及び道路運送車両
法第４８条）

2 2

貨物 2019 6 12

有限会社桜井土建（法人
番号２２３０００２００
５８３１） 代表者桜井
晴一

富山県中新川郡上市町
放士ケ瀬新５７

本社営業所
富山県中新川郡
上市町放土ケ瀬
新３５

輸送施設の使用停止
（５０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年９月１３日、監査実施。２件の違反が認められた。（１）
整備不良車両等（道路運送車両法第４１条及び４７条）（２）整備不
良車両等（道路運送車両法第４１条）

5 5

貨物 2019 6 12

ヤマト運輸株式会社（法
人番号
1010001092605）代表
取締役長尾裕

東京都中央区銀座２丁
目１６番１０号

飛騨石浦

岐阜県高山市石
浦町６丁目１０
１－１、１０２
－１

文書警告
貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３１年４月１８日、監査方針に基づいて監査実施。１件の違反が
認められた。（１）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事
業安全規則第１０条第１項）

0 0

貨物 2019 6 12

株式会社おおはら法人番
号（５２４０００１０３
７４０１） 代表者土居
脇秀介

広島県竹原市新庄町３
８－１

本社営業所
広島県竹原市新
庄町３８－２

輸送施設の使用停止
（４０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項及
び第４項

情報提供を端緒として平成３０年１１月１５日、同年１２月４日及び
令和元年５月１６日に監査を実施。４件の違反が認められた。（１）
健康状態の把握義務違反（安全規則第３条第６項）（２）点呼の記録
事項義務違反（安全規則第７条第５項）（３）乗務等の記録事項義務
違反（安全規則第８条第１項）（４）運転者台帳の記載事項義務違反
（安全規則第９条の５第１項）

4 4

貨物 2019 6 12
株式会社丸野（法人番号
2310001002111） 代
表者野上龍彦

長崎県長崎市田中町
655ｰ1

福岡支店
福岡県糟屋郡須
惠町大字植木字
尾黒140ｰ1

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

平成31年4月23日、監査実施。4件の違反が認められた。(1)運転者台帳
の記載事項等義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規
則」)第9条の5第1項)､(2)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)､
(3)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)､(4)運転者に対
する指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1項)

0 0

タクシー 2019 6 12

つばめ自動車株式会社
（法人番号
6180001038339）代表
取締役天野清美

愛知件名古屋市中区栄
１丁目２１番地１７号

茜部
岐阜県岐阜市茜
部菱野２丁目３
４－５

輸送施設の停止（１
０日車）及び文書警
告

道路運送法（以下
「法」）第２９条

平成３１年１月３０日、監査方針に基づいて監査実施。２件の違反が
認められた。（１）乗務員台帳の作成義務違反（旅客自動車運送事業
運輸規則（以下「運輸規則」）第３７条第１項）、（２）報告義務違
反（法第６０条１項）

1 1

タクシー 2019 6 12
ダイヤ交通株式会社(法
人番号5120001015385)
代表者山田正弘

大阪府大阪市城東区新
喜多1丁目3番7号

本社
大阪府大阪市城
東区新喜多1丁目
3番7号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数（放
置駐車違反）が過去1年以内に3件に達した。(1)運転者に対する指導監
督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

タクシー 2019 6 12

株式会社国際興業大阪
(法人番号
4120001200005)代表者
山本康夫

大阪府大阪市住吉区浅
香1丁目1－10

我孫子
大阪府大阪市住
吉区浅香1丁目1
－10

文書警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数（放
置駐車違反）が過去1年以内に3件に達した。(1)運転者に対する指導監
督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0



乗合バス 2019 6 12

帝産湖南交通株式会社
(法人番号
9160001012986)代表者
大西真澄

滋賀県草津市山寺町188
番地

草津営業所
滋賀県草津市山
寺町188番地

輸送施設の使用停止
(10日車)

道路運送法第27条第
3項

平成31年1月24日、同年1月25日及び同年2月5日、法令違反の疑いを端
緒に監査を実施。6件の違反が認められた。(1)事業計画の事前変更届出
違反(道路運送法第15条第3項)、(2)健康状態の把握義務違反(旅客自動
車運送事業運輸規則(以下、「運輸規則」)第21条第5項)、(3)点呼の記
録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(4)乗務員台帳の作成義務違反
(運輸規則第37条第1項)、(5)乗務員台帳の記載事項義務違反(運輸規則
第37条第1項)、(6)運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38
条第2項)

2 1

乗合バス 2019 6 12
京都市交通局(法人番号
2000020261009)代表者
山本耕治

京都府京都市右京区太
秦下刑部町12

洛西営業所
京都府京都市西
京区大枝東新林
町2丁目1番地

輸送施設の使用停止
(10日車)

道路運送法第27条第
3項

平成31年2月26日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。2件の
違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運
送事業運輸規則(以下、「運輸規則」)第38条第1項)、(2)運転者に対す
る指導監督の記録事項義務違反(運輸規則第38条第1項)

5 1

貸切バス 2019 6 12

菰野東部交通株式会社
（法人番号
3190001017641） 代
表者岸純人

三重県四日市市桜台一
丁目３３番地３

名古屋
愛知県名古屋市
港区藤前４－５
１０

輸送施設の使用停止
（１００日車）

道路運送法第２７条
第３項

平成３１年２月２２日、監査方針に基づいて監査実施。４件の違反が
認められた。（１）点呼の実施義務違反（旅客自動車運送事業運輸規
則（以下「運輸規則」）第２４条第１項及び第２項）、（２）点呼の
記録記載不備（運輸規則第２４条第５項）、（３）運行指示書の記載
不備（運輸規則第２８条の２第１項）、（４）運送引受書の記載不備
（運輸規則第７条の２第１項）

20 10

貨物 2019 6 13
株式会社ラック（法人番
号5130001008859）代
表者中嶌章

京都府京都市南区上鳥
羽卯ノ花１２番地

本社
京都府京都市南
区上鳥羽卯ノ花
１２番地

輸送施設の使用停止
(100日車)

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項

平成３０年８月２２日、労働局からの通報を端緒に監査を実施。１１
件の違反が認められた。（１）事業計画変更認可違反（自動車車庫の
位置）（貨物自動車運送事業法第９条第１項）、（２）事業計画変更
認可違反（休憩・睡眠施設の位置）（貨物自動車運送事業法第９条第
１項）、（３）事業計画変更事後届出違反（主たる事務所の位置）
（貨物自動車運送事業法第９条第３項）、（４）事業計画変更事後届
出違反（営業所の位置）（貨物自動車運送事業法第９条第３項）、
（５）乗務時間等の告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第３条第４項）、（６）健康状態の把握義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第３条第６項）、（７）点呼の実施義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第７条）、（８）乗務等の記録事項義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第８条）、（９）運転者台帳
の作成義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条の５第１
項）、（１０）運転者台帳の記載事項義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第９条の５第１項）、（１１）運行管理者の講習受講義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第２３条第１項）

10 10

貨物 2019 6 13
有限会社鴨池商事（法人
番号8150002009918）
代表者鴨池繁夫

奈良県葛城市當麻１６
番地５

本店
奈良県大和高田
市池尻１８７－
２６

輸送施設の使用停止
(10日車)

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項

平成３０年９月２８日、同年１０月１５日及び同年１０月３０日、関
係機関からの情報を端緒に監査を実施。８件の違反が認められた。
（１）乗務時間等の告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第３条第４項）、（２）健康状態の把握義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第３条第６項）、（３）点呼の実施義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第７条）、（４）点呼の記録事項義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第５項）、（５）乗務等
の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第８条）、
（６）運転者台帳の記載事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第９条の５第１項）、（７）高齢運転者に対する適性診断受診義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第２項）、（８）
定期点検整備の実施違反（３ヶ月点検）（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第１３条、道路運送車両法第４８条）

1 1

貨物 2019 6 13
有限会社双葉(法人番号
6290002042691) 代表
者森村猛虎

福岡県大野城市大池1-
14-17

本社営業所
福岡県大野城市
大池1-14-17

輸送施設の使用停止
(110日車)､文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項、法第17
条第4項

平成31年1月10日､監査実施。13件の違反が認められた。(1)休憩睡眠施
設の管理保守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第3項)､(2)疾病、疲労等のおそれのある乗務(安全規則第3
条第6項)､(3)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)､
(4)運行管理規程の制定違反(安全規則第21条)､(5)点呼の実施義務違反
(安全規則第7条)､(6)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)､(7)点呼
の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)､(8)乗務等の記録義務違反
(安全規則第8条)､(9)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)､(10)運
行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)､(11)乗務時間等の基準の
遵守違反(安全規則第3条第4項)､(12)特定運転者に対する特別な指導監
督違反(安全規則第10条第2項)､(13)特定運転者に対する適性診断受診義
務違反(安全規則第10条第2項)

11 11

タクシー 2019 6 13

合資会社大曲タクシー
（法人番号２４１０００
３００１９８４） 代表
者青山忠雄

秋田県大仙市大曲通町
８－２６

本社営業所
秋田県大仙市大
曲通町８－２６

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

平成３０年１２月２７日、公安委員会からの通知を端緒として監査を
実施した結果、2件の違反が認められた。（１）点呼の記録事項義務違
反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第２４条第５
項）、（２）運転者に対する指導監督義務違反（運輸規則第３８条第
１項）

0 0

タクシー 2019 6 13

ＫＭ仙台タクシー株式会
社（法人番号２３７００
０１０１２３６０） 代
表者佐々木昌二

宮城県仙台市太白区茂
庭字人来田西１４３－
１７

本社営業所

宮城県仙台市太
白区茂庭字人来
田西１４３－１
７

輸送施設の使用停止
（１０日車）

道路運送法第２７条
第３項

平成３１年３月２７日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実
施した結果、1件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督
義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１項）

2 2

タクシー 2019 6 13

シルバータクシー株式会
社(法人番号
3310001005559) 代表
者川口博樹

長崎県佐世保市島地町
11-14

平戸営業所
長崎県平戸市岩
の上町字東中山
226-1

輸送施設の使用停止
(20日車)、文書警告

道路運送法第27条第
3項

平成31年1月28日、監査実施。5件の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条）、
(2)点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条第5項）、(3)乗務員台帳
の記載事項義務違反（運輸規則第37条第1項）、(4)運転者に対する指
導監督違反（運輸規則第38条第1項）、(5)特定運転者に対する特別な
指導監督違反（運輸規則第38条第2項）

2 2

貨物 2019 6 14
株式会社田中運輸（法人
番号1080101005897）
代表取締役加藤惠一

静岡県三島市長伏１１
１番地の１

裾野
静岡県裾野市麦
塚字宮ノ前３４
３－２

輸送施設の使用停止
（２０日車）

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項、第２
５条第２項

平成３１年２月５日、監査方針に基づいて監査実施。２件の違反が認
められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、（２）最低賃金
を下回る賃金の支払い（法第２５条第２項）

2 2

貨物 2019 6 14
大生運輸株式会社（法人
番号9120001018013）
代表者並木明

大阪府大阪市生野区林
寺６ー７－２１

本社
大阪府大阪市生
野区林寺６ー７
－２１

輸送施設の使用停止
(170日車)

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年６月２１日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。６
件の違反が認められた。（１）アルコール検知器備え義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第７条第４項）、（２）点呼の記録義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第５項）、（３）運転
者台帳の記載事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条
の５第１項）、（４）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第２項）、（５）定期点検整
備の実施違反（３ヶ月点検）（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１
３条、道路運送車両法第４８条）、（６）運行管理者の講習受講義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第２３条第１項）

17 17



貨物 2019 6 14

日の丸機工株式会社（法
人番号
2120001016031）代表
者永井正盛

大阪府大阪市城東区関
目５丁目１８番２７号

本社
大阪府大阪市城
東区関目５丁
目ー１８ー２７

輸送施設の使用停止
(170日車)

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年９月３日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。１０
件の違反が認められた。（１）事業計画変更認可違反（自動車車庫の
位置）（貨物自動車運送事業法第９条第１項）、（２）健康状態の把
握義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第６項）、
（３）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７
条）、（４）点呼の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第７条第５項）、（５）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第８条）、（６）運行記録計による記録義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条）、（７）運転者台帳の記
載事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条の５第１
項）、（８）高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第１０条第２項）、（９）定期点検整備の実施
違反（３ヶ月点検）（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１３条、道
路運送車両法第４８条）、（１０）運行管理者の講習受講義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第２３条第１項）

17 17

タクシー 2019 6 14

八千代第一交通株式会社
（法人番号
2180001021174）代表
取締役副島宏紀

愛知県名古屋市南区要
町四丁目２０番地

本社
愛知県名古屋市
南区要町４丁目
２０番地

輸送施設の停止（３
０日車）

道路運送法「以下
（法）」第１３条

平成３１年３月１１日、監査方針に基づいて監査実施。１件の違反が
認められた。（１）運送引受義務違反（法第１３条）

3 3

タクシー 2019 6 14

さくら交通株式会社（法
人番号
6180001014521）代表
取締役平松増幸

愛知県名古屋市南区中
割町三丁目１３番地の
２

本社
愛知県名古屋市
南区中割町三丁
目１３番地の２

輸送施設の停止（３
０日車）

道路運送法「以下
（法）」第１４条

平成３１年３月２５日、監査方針に基づいて監査実施。１件の違反が
認められた。（１）運送引受義務違反（法第１４条）

4 3

タクシー 2019 6 14

日田シティタクシー株式
会社(法人番号
4320001010490) 代表
者漢二美

大分県日田市淡窓1-2ｰ8 本社営業所
大分県日田市淡
窓1-2ｰ8

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和1年6月5日、監査実施。3件の違反が認められた。(1)乗務時間等の
基準の遵守違反（旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21
条第1項）､(2)乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第25条）､(3)乗務
員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条第1項）

0 0

貸切バス 2019 6 14

大原観光交通株式会社
（法人番号
4260001020736）代表
者野々上和文

岡山県美作市古町1784
番地3号

佐用
兵庫県佐用郡佐
用町佐用字川向
228番地3号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和元年5月17日、法令違反の疑いを端緒に監査を実施。2件の違反が
認められた。（1）乗務員台帳の記載事項義務違反（旅客自動車運送事
業運輸規則（以下、「運輸規則」）第37条第1項）、（2）整備管理者
の変更届出違反（運輸規則第45条、道路運送車両法第52条）

5 0

貨物 2019 6 17

株式会社エムビーエス
(法人番号
5330001010927) 代表
者髙島邦彦

熊本県上益城郡益城町
宮園788

香椎浜物流
センター営
業所

福岡県福岡市東
区香椎浜ふ頭2-
15-16

輸送施設の使用停止
(10日車)、文書警告

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

平成31年3月22日､監査実施。5件の違反が認められた。(1)点呼の記録
義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第7
条第5項)､(2)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)､
(3)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)､(4)特定運転者
に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(5)運行管理者
の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項)

1 1

貨物 2019 6 17

宮崎センコー運輸整備株
式会社(法人番号
5350001007038) 代表
者酒井俊二

宮崎県延岡市土々呂町
6ｰ1711

延岡営業所
宮崎県延岡市
土々呂町6ｰ1711ｰ
1

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条4項

令和1年6月5日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)点呼の記録事
項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)

0 0

貨物 2019 6 18
山岡運輸株式会社（法人
番号4030001077601）
代表者山岡廣義

埼玉県川口市元郷１－
１２－１３

本社
埼玉県川口市元
郷３－２０－１
８

輸送施設の使用停止
（80日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第5項

死亡事故を引き起こしたことを端緒として平成30年11月22日及び同年
12月26日、監査を実施。8件の違反が認められた。（1）乗務時間等告
示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）
疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6
項）、（3）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第7条）、（4）点呼の記録の改ざん・不実記載違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第7条第5項）、（5）整備管理者の研修受講義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第15条）、（6）運行管理者の選任
（解任）未届出違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条）、
（7）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、
（8）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）

8 8

貨物 2019 6 18

株式会社シンクラン（法
人番号
5220001000798）代表
者鶴賀裕行

石川県金沢市桜田町１
丁目１

明石
兵庫県明石市大
久保町西脇字塚
本６４－１６

文書警告
貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

令和元年５月２９日、労働局からの通報を端緒に監査を実施。２件の
違反が認められた。（１）点呼の記録事項義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第７条第５項）、（２）運行記録計による記録義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条）

0 0

貨物 2019 6 18 持原隆 宮崎県延岡市 本店営業所 宮崎県延岡市
輸送施設の使用停止
(20日車)、文書警告

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第17
条第4項、法第60条
第1項

平成31年1月13日、監査実施。12件の違反が認められた。(1)点呼の実
施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第7
条)、(2)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(3)乗務等の
記録事項義務違反(安全規則第8条)、(4)運行記録計による記録義務違反
(安全規則第9条)、(5)運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1
項)、(6)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(7)
運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(8)運転者に対す
る指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反(安全規則第10条第1項)
、(9)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1
項)、(10)特定運転者に対する特別な指導監督違反(安全規則第10条第2
項)、(11)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第
2項)、(12)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項)

2 2

貨物 2019 6 18
有限会社竹谷工業(法人
番号9330002026729)
代表者竹谷裕二

熊本県八代市鏡町芝口
132ｰ6

本社営業所
熊本県八代市鏡
町芝口1-6

輸送施設の使用停止
(170日車)、文書警告

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第11
条､法第17条第4項、
法第60条第1項､道路
運送車両法48条､道
路運送法95条

平成31年2月28日、監査実施。16件の違反が認められた。(1)運送約款
の掲示違反(貨物自動車運送事業法(以下｢法｣）第11条)､(2)報告義務違
反(法第60条第1項)､(3)自動車に関する表示義務違反（道路運送法第95
条）､(4)運転者台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則
(以下｢安全規則｣)第9条の5第1項)､(5)運転者台帳の記載事項義務違反
(安全規則第9条の5第1項)､(6)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則
第23条第1項)､(7)～(8)点呼の実施義務違反等（安全規則第7条)､(9)点
呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)､(10)アルコール検知器の
常時有効保守義務違反(安全規則第7条第4項)､(11)乗務等の記録事項義
務違反(安全規則第8条)､(12)運行記録計による記録義務違反(安全規則
第9条)､(13)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)､(14)
運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1項)､
(15)整備管理者の研修受講義務違反(安全規則第15条)､(16)定期点検整
備の実施違反(安全規則第13条、道路運送車両法第48条)

17 17

乗合バス 2019 6 18

京浜急行バス株式会社
（法人番号：
4010401050085） 代
表者 平位武

東京都港区高輪2-20-20 羽田営業所
東京都大田区羽
田4-1-1

輸送施設の使用停止
（50日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第1
項

平成30年12月14日及び平成30年12月26日、法令違反の疑いがあること
を端緒に監査を実施。3件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵
守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第21条第1項)､
(2)運転基準図の作成義務違反(運輸規則第27条第1項)､(3)運転者に対す
る指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)

13 9

貸切バス 2019 6 18

丸大観光株式会社（法人
番号：
9030001027279） 代
表者 齋藤栄作

埼玉県入間市扇町屋4-
1-35

東京営業所
東京都西多摩郡
瑞穂町二本木
935-4

輸送施設の使用停止
（70日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第24条

平成30年11月6日及び平成30年11月12日、定期的な監査を実施。4件の
違反が認められた。(1)運行管理補助者の解任届出違反(道路運送法第23
条第3項)､(2)疾病のおそれのある乗務(旅客自動車運送事業運輸規則(以
下｢運輸規則｣)第21条第5項)､(3)点呼の実施義務違反(運輸規則第24条)､
(4)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)

7 7



貸切バス 2019 6 18

広栄交通バス株式会社
（法人番号：
9030001068760） 代
表者 若野廣義

埼玉県坂戸市大字小沼
292-1

本社営業所
埼玉県坂戸市大
字小沼292-1

文書警告（処分日車
数40日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3.(6)
による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第1
項

平成31年4月8日及び平成31年4月15日、定期的な監査を実施。2件の違
反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運
輸規則(以下｢運輸規則｣)第21条第1項)､(2)点呼の記録事項義務違反(運
輸規則第24条第5項)

4 4

貸切バス 2019 6 18
株式会社神澤（法人番
号：5070001011043）
代表者 神澤政志

群馬県高崎市吉井町馬
庭2248-1

長根営業所
群馬県高崎市吉
井町長根1635-1

輸送施設の使用停止
（170日車）

道路運送法第9条の2
第1項

平成30年12月12日、定期的な監査を実施。7件の違反が認められた。
(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2第1項)､(2)乗務時間
等告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第21
条第1項)､(3)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条)､(4)運転者に対する
指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)､(5)高齢運転者に対する特
別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､(6)高齢運転者に対する適性
診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)､(7)整備管理者の研修受講義
務違反(運輸規則第46条)

17 17

貸切バス 2019 6 18

有限会社新都市交通（法
人番号：
5070002032575） 代
表者 片所万里子

群馬県太田市強戸町
1560

本社営業所
群馬県太田市強
戸町1560

輸送施設の使用停止
（60日車）

道路運送法第43条の
15第9項

法令違反の疑いがあることを端緒に調査を実施。1件の違反が認められ
た。(1)負担金納付命令違反(道路運送法第43条の15第9項)

6 6

貸切バス 2019 6 18

三陽自動車株式会社（法
人番号：
2010601040490） 代
表者 寺田学

東京都江東区深川2-6-
11

千葉営業所
千葉県四街道市
栗山925-2

輸送施設の使用停止
（60日車）

道路運送法第9条の2
第1項

平成30年9月6日、区域拡大を行ったことを端緒に監査を実施。2件の違
反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2第
1項)､(2)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規
則第38条第1項)

16 6

貸切バス 2019 6 18
愛岐観光株式会社（法人
番号6200001022141）
代表者土本敏雄

岐阜県多治見市赤坂町
一丁目９５番地の１

本社
岐阜県多治見市
赤坂町一丁目９
５番地の１

輸送施設の使用停止
（６０日車）及び文
書警告

道路運送法（以下
「法」）第９条の２
第１項

平成３１年２月２２日、監査方針に基づいて監査実施。２件の違反が
認められた。（１）運賃料金の適正収受違反（法第９条の２第１
項）、（２）運送引受書の記載不備（旅客自動車運送事業運輸規則第
７条の２第１項）、

10 6

貸切バス 2019 6 18
千里山バス株式会社（法
人番号1120901007106)
代表者石川收

大阪府摂津市東別府3丁
目8番32号

兵庫営業所
兵庫県尼崎市西
長洲町3丁目6番6
号

文書警告（処分日車
数20日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3.(6)
による）

道路運送法第27条第
3項

令和元年5月8日、法令違反の疑いを端緒に監査を実施。3件の違反が認
められた。（1）運送引受書の記載事項義務違反（旅客自動車運送事業
運輸規則（以下、「運輸規則」）第7条の2第1項）、（2）乗務員台帳
の記載事項義務違反（運輸規則第37条第1項）、（3）運転者に対する
適性診断受診義務違反（運輸規則第38条第2項）

2 2

貨物 2019 6 19

有限会社岩内海同運輸
（法人番号９４３０００
２０５７４１７） 代表
者酒井良子

北海道岩内郡岩内町字
御崎６－４

本社営業所
北海道岩内郡岩
内町字御崎６－
４

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第９条

令和元年５月２７日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を
端緒として監査を実施。１件の違反が認められた。（１）運行記録計
による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条）

0 0

貨物 2019 6 19

有限会社畑中林業（法人
番号２４２０００２０１
９７６２） 代表者畑中
吉次郎

青森県むつ市大字関根
字南関根２０６－４

本社営業所
青森県むつ市大
字関根字名子３
６８－６

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第３項

平成３０年１１月２６日、公安委員会からの通知を端緒として監査を
実施した結果、1件の違反が認められた。（１）過積載運送（貨物自動
車運送事業法第１７条第３項）

1 1

貨物 2019 6 19

有限会社大坂運送（法人
番号６４２０００２０１
６４８３） 代表者大坂
静夫

青森県十和田市大字三
本木字佐井幅１７２－
１

本社営業所
青森県十和田市
大字三本木字佐
井幅１７２－１

輸送施設の使用停止
（２０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第３項

平成３１年１月２８日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実
施した結果、1件の違反が認められた。（１）過積載運送（貨物自動車
運送事業法第１７条第３項）

2 2

貨物 2019 6 19

有限会社小松運送（法人
番号４４２０００２０１
６５９２） 代表者小山
田健一

青森県十和田市西十四
番町１０－３２

本社営業所
青森県十和田市
西十四番町１０
－３２

輸送施設の使用停止
（５０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第３項

平成３０年１２月２５日、公安委員会からの通知を端緒として監査を
実施した結果、2件の違反が認められた。（１）過積載運送（貨物自動
車運送事業法第１７条第３項）、（２）過積載運送防止の指導監督怠
慢（貨物自動車運送事業輸送安全規則第４条）

6 5

貨物 2019 6 19

株式会社東北カーゴ（法
人番号６３７０００１０
１２１１８） 代表者今
野敏幸

宮城県仙台市宮城野区
中野４丁目２－２４

本社営業所
宮城県多賀城市
町前１丁目６－
４０

輸送施設の使用停止
（２０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項、法第
１７条第４項

平成３０年１０月１６日、監査方針を端緒として監査を実施した結
果、4件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４
項）、（２）点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１項、第２項、
第３項）、（３）点呼の記録事項義務違反（安全規則第７条第５
項）、（４）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第１０条第
１項）

2 2

貨物 2019 6 19

エイワ運輸有限会社（法
人番号
1180002090269）代表
取締役森林博信

愛知県弥富市鯏浦町上
本田３１番地３

弥富

愛知県弥富市愛
知県弥富市鯏浦
町上本田３１番
地３

文書警告
貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第４項

令和元年５月７日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として監査実
施。９件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４
項）、（２）点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１項及び第２
項）、（３）点呼の記録記載不備（安全規則第７条第５項）、（４）
運行記録計による記録義務違反（安全規則第９条）、（５）運転者に
対する指導監督違反（安全規則第１０条第１項）、（６）運転者に対
する指導監督の記録違反（安全規則第１０条第１項）、（７）特定の
運転者に対する指導監督違反（安全規則第１０条第２項）、（８）特
定の運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第１０条第２
項）、（９）報告義務違反（法第６０条第１項）

0 0

貨物 2019 6 19
株式会社ZERO（法人番
号4120001161668）代
表者名阿部哲也

大阪府堺市西区浜寺船
尾町東４丁６４番地

堺
大阪府堺市西区
浜寺船尾町東４
丁６４番地

文書警告
貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

公安委員会からの道路交通法第１０８条の３４の規定に基づく通知件
数(放置行為)が過去１年以内に３件に達した。（1）運転者の指導監督
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第１項）

0 0

貨物 2019 6 19

ダイハート物流株式会社
（法人番号
5120001007886）代表
者名浦田優一

大阪府摂津市新在家２
丁目２番２号

摂津物流セ
ンター

大阪府摂津市新
在家２丁目２番
２号

文書警告
貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

公安委員会からの道路交通法第１０８条の３４の規定に基づく通知件
数(放置行為)が過去１年以内に３件に達した。（1）運転者の指導監督
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第１項）

0 0

貨物 2019 6 19

アートコーポレーション
株式会社（法人番号
8122001015081）代表
者名寺田千代乃

大阪府大阪市中央区城
見１丁目２番２７号

北大阪支店
大阪府豊中市箕
輪３－７－１

文書警告
貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

公安委員会からの道路交通法第１０８条の３４の規定に基づく通知件
数(放置行為)が過去１年以内に３件に達した。（1）運転者の指導監督
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第１項）

0 0

貨物 2019 6 19
有限会社南海運送（法人
番号6500002015155)代
表者村上利行

愛媛県西条市周布２０
５－１

本社営業所
愛媛県西条市周
布２０５－１

輸送施設の使用停止
（３０日車)及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項、第
4項

平成３１年２月２８日、３月８日、労働局からの通報を端緒として監
査を実施したところ、４件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止
に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間の限度を超え、また所
定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと
（安全規則第3条第4項）、(2)運転者に対する点呼が確実になされてい
なかったこと（安全規則第7条第1項、第2項、第3項）、(3)運転者に対
する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと（安全規則第7条
第5項）、(4)運転者台帳について定められた事項の記録が不適切であっ
たこと（安全規則第9条の5第1項）

3 3

タクシー 2019 6 19

有限会社ツバメタクシー
（法人番号９３８０００
２０１０８４３） 代表
者武藤起代子

福島県郡山市堂前町２
８－１０

本社営業所
福島県郡山市菜
根屋敷６１－２
２

輸送施設の使用停止
（６２日車）及び文
書警告

道路運送法第２７条
第３項

平成３０年７月３１日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、6
件の違反が認められた。（１）疾病・疲労等のおそれのある乗務（旅
客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第２１条第５項）、
（２）点呼の実施義務違反（運輸規則第２４条第１項、第２項）、
（３）運転者に対する指導監督義務違反（運輸規則第３８条第１
項）、（４）高齢運転者に対する指導義務違反（運輸規則第３８条第
２項）、（５）高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則
第３８条第２項）、（６）運行管理補助者の要件違反（運輸規則第４
７条の９第３項）

7 7

タクシー 2019 6 19

エミタスタクシー株式会
社（法人番号
8040001008213） 代
表者 関口 勝裕

千葉県千葉市美浜区新
港２１０

本社営業所
千葉県千葉市美
浜区新港２１０

文書警告 運送法第27条第3項
平成31年2月22日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実施。1
件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則
第38条第1項)

0 0



貸切バス 2019 6 19

宮崎観光バス有限会社
(法人番号
6350002000016) 代表
者吉野敏博

宮崎県宮崎市船塚2-
181-3

本社営業所
宮崎県宮崎市船
塚2-181-3

輸送施設の使用停止
(120日車)

道路運送法第9条の2
第1項

平成31年1月16日に監査実施。1件の違反が認められた。（1）運賃料金
事前届出、運賃料金変更事前届出違反（道路運送法第9条の2第1項）

20 12

タクシー 2019 6 20

ゆたか交通株式会社（法
人番号８４３０００１０
４４０９４） 代表者木
村茂夫

北海道千歳市信濃１丁
目１０番１２号

本社営業所
北海道千歳市信
濃１丁目１０番
１２号

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第３７条第
１項 他３件

令和元年５月１６日及び令和元年５月２８日、その他事故、法令違
反、事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。４件の違反が認め
られた。（１）乗務員台帳の記載事項義務違反（旅客自動車運送事業
運輸規則第３７条第１項）、（２）運転者に対する指導監督違反（旅
客自動車運送事業運輸規則第３８条第１項）、（３）運転者に対する
指導監督の記録違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１
項）、（４）運転者証の返納義務違反（タクシー業務適正化特別措置
法第１６条第１項）

0 0

タクシー 2019 6 20

有限会社サービスタク
シー法人番号（９２７０
００２０００７４８）代
表者松浦秀一郎

鳥取県鳥取市栄町２１
１－２

本社
鳥取県鳥取市栄
町２１２、２１
２の２

輸送施設の使用停止
（４０日車）

タクシー業務適正化
特別措置法第１３条

情報提供をを端緒として、平成３１年１月１７日及び同年１月２４日
に監査を実施。１件の違反が認められた。（１）運転者証の表示義務
違反（旅客自動車運送事業運輸規則第４８条第１項第１５号）

4 4

乗合バス 2019 6 20

北陸鉄道株式会社（法人
番号１２２０００１００
６４１１） 代表者加藤
敏彦

石川県金沢市割出町５
５６

金沢営業所
南部支所

石川県白山市安
養寺町ニ３０

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

令和元年５月２２日、監査実施。１件の違反が認められた。（１）運
転者に対する指導監督告示による運転者に対する指導監督義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１項）

0 0

貨物 2019 6 21

株式会社東北酸素（法人
番号１３７０６０１００
２２８２） 代表者小澤
典雄

宮城県塩釜市貞山通３
－１８－１０

本社営業所
宮城県塩釜市貞
山通３－２９－
１６

輸送施設の使用停止
（８０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項、法第
１７条第４項

平成３０年１０月１１日及び１５日、監査方針を端緒として監査を実
施した結果、8件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条
第４項）、（２）点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１項、第２
項、第３項）、（３）点呼の記録事項義務違反（安全規則第７条第５
項）、（４）点呼の記録事項（不実記載）義務違反（安全規則第７条
第５項）、（５）運行指示書の作成義務違反（安全規則第９条の３第
１項）、（６）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第１０条
第１項）、（７）運転者に対する指導監督の記録違反（安全規則第１
０条第１項）、（８）初任運転者に対する指導義務違反（安全規則第
１０条第２項）

8 8

貨物 2019 6 21
杉村総業株式会社（法人
番号9030001045363）
代表者杉村光夫

埼玉県富士見市針ヶ谷
１－８－１８

本社
埼玉県富士見市
針ヶ谷１－８－
１８

事業停止（3日間）、
輸送施設の使用停止
（276日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第13条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、平成30年10月10日及び
同年11月6日、監査を実施。15件の違反が認められた。（1）乗務時間
等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、
(2)乗務時間等告示なお書きの遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条第4項）、（3）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第3条第6項）、(4)点呼の実施義務違反等（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第7条）、（5）運行記録計による記録義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（6）運行指示書による
作成義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項）、
（7）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第10条第1項）、（8）高齢運転者に対する指導監督違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（9）初任・高齢運転者に対す
る適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項）、(10)定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第13条）、（11）整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第15条）、(12)運行管理者の講習受講義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項）、（13）事業計画の変更認
可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、(14)事業の健全な発達
を阻害する競争のうち社会保険等に未加入のもの（貨物自動車運送事
業法第25条第2項）、(15)報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則
第2条）

33 33

貨物 2019 6 21
有限会社山眞産業(法人
番号2330002022569)
代表者山﨑真義

熊本県玉名郡和水町和
仁23-1

本社営業所
熊本県玉名郡和
水町和仁23-1

輸送施設の使用停止
(180日車)、文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項、法第17
条第4項、道路運送
車両法第48条

平成30年8月30日､監査実施。１6件の違反が認められた。(1)乗務時間
等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項)、(2)乗務時間等の基準なお書き違反(送安全規則第3
条第4項)、(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)､(4)点呼の記録義務
違反(安全規則第7条第5項)、(5)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7
条第5項)、(6)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(7)乗務等
の記録保存義務違反(安全規則第8条)、(8)運行記録計による記録保存義
務違反(安全規則第9条)、(9)運行指示書の記載事項義務違反(安全規則
第9条の3第1項)、(10)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の
5第1項)､(11)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)､(12)
運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反(安全規則
第10条第1項)、(13)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全
規則第10条第1項)、(14)特定運転者に対する特別な指導監督違反(安全
規則第10条第2項)、(15)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(安
全規則第10条第2項)、(16)定期点検整備の実施違反(安全規則第13条、
道路運送車両法第48条)

18 18

貨物 2019 6 21
株式会社西興（法人番号
9360001018385 ）代表
取締役田原直幸

福岡県福岡市博多区奈
良屋町１４－３

沖縄営業所
沖縄県浦添市牧
港５－６－８－
６Ｆ

輸送施設の使用停止
（４０日車）、文書
警告

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成31年4月16日、適性化実施機関からの速報通知を端緒に監査実施。
7件の違反が認められた。(1)点呼の実施違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則(以下「安全規則」）第7条第1項～第3項)、(2)点呼の記録違反
(安全規則第7条第5項)、(3)点呼の記録保存違反(安全規則第7条第5
項)、(4)乗務等の記録の記載事項不備(安全規則第8条)、(5)運行記録計
による記録違反(安全規則第9条)、(6)初任運転者に対する特別な指導の
実施義務違反(安全規則第10条第2項)、(7)初任運転者に対する運転適性
診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)

4 4

貨物 2019 6 21
株式会社新光運輸（法人
番号2360001019951）
代表取締役比嘉悦子

沖縄県那覇市首里大名
町１丁目６８番地１

本社営業所
沖縄県那覇市首
里大名町１－６
８－１

輸送施設の使用停止
（５０日車）、文書
警告

貨物自動車運送事業
法(以下、「法」）
第９条第１項、法第
１７条第１項、第４
項

平成３１年４月２３日（火）、適正化実施機関の行った巡回指導の評
価結果を勘案し監査を実施。８件の違反事実が認められた。（１）自
動車車庫の位置及び収容能力違反（貨物自動車運送事業法施行規則
（以下「施行規則」）第２条第１項第４号）、（２）過労運転の防止
措置義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第３条第３項）（３）点呼の実施違反（安全規則第７条第１項
～第３項）、（４）運行記録計による記録違反（安全規則第９条）、
（５）運転者台帳の記載事項等の不備（安全規則第９条の５第１
項）、（６）運転者に対する指導及び監督違反（安全規則第１０条第
１項）、（７）運転者に対する指導及び監督に係る記録の作成・保存
義務違反（安全規則第１０条第１項）、（８）記載事項等の不備（安
全規則第１０条第２項）指導監督告示による運転者に対する特別な指
導及び運転適正診断受診義務違反

5 5

貸切バス 2019 6 21

株式会社エキスプレス
(法人番号
4120901020254)代表者
大富國正

大阪府箕面市船場東1丁
目15番31号

福島
大阪府大阪市福
島区大開3丁目1-
17

輸送施設の使用停止
(80日車)

道路運送法第27条第
3項

平成31年2月13日、新規許可を端緒に監査を実施。5件の違反が認めら
れた。(1)点呼の実施義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下、
「運輸規則」）第24条第1項、第2項、第3項）、(2)点呼の記録事項義
務違反(運輸規則第24条第5項)、(3)乗務等の記録事項義務違反(運輸規
則第25条第1項、第2項、第4項)、(4)乗務員台帳の記載事項義務違反(運
輸規則第37条第1項)、(5)運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規
則第38条第2項)

8 8
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株式会社丸東（法人番号
７３８０００１０１６７
１１） 代表者西山由美
子

福島県双葉郡富岡町大
字本岡字王塚６４６－
１

いわき営業
所

福島県いわき市
四倉町芳ノ沢１
－６５

輸送施設の使用停止
（３０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年７月２７日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、2
件の違反が認められた。（１）運転者台帳の作成義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第９条の５第１項）、
（２）定期点検整備の実施違反（安全規則第１３条及び道路運送車両
法第４８条）

3 3

貨物 2019 6 24
大徳運輸株式会社（法人
番号5180301001220）
代表取締役徳本雅巳

愛知県岡崎市生平町保
毛２２番地１

本社
愛知県岡崎市生
平町保毛２２番
地１

輸送施設の使用停止
（２０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第４項

平成３１年３月１１日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として監
査実施。４件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第１０条
第１項）、（２）特定の運転者に対する指導監督違反（安全規則第１
０条第２項）、（３）特定の運転者に対する適性診断受診義務違反
（安全規則第１０条第２項）、（４）定期点検整備の実施違反（安全
規則第１３条第１号）

2 2

貨物 2019 6 24

有限会社大富士興産（法
人番号
5080102004168）代表
取締役小野田剛久

静岡県裾野市須山２７
７－１

本社
静岡県裾野市須
山字渕２７７－
１

輸送施設の使用停止
（１００日車）及び
文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第４項

平成３１年２月１２日、関係機関からの情報を端緒として監査実施。
５件の違反が認められた。（１）運転者台帳の記載不備（貨物自動車
運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第９条の５第１項）、
（２）定期点検整備の実施違反（安全規則第１３条第１号）、（３）
社会保険等加入義務者の一部未加入（法第２５条第２項）、（４）報
告義務違反（法第６０条第１項）、（５）車体表示義務違反（道路運
送法第９５条）

10 10

貨物 2019 6 24

株式会社田中重機運輸
（法人番号
7180001084159）代表
取締役伊藤建也

愛知県一宮市北方町北
方字沼上３－１

本社
愛知県一宮市北
方町北方字沼上
３－１

輸送施設の使用停止
（９０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項、第１
７条第４項

平成３０年１２月２０日、監査方針に基づいて監査実施。１０件の違
反が認められた。（１）事業計画変更事前届出違反（法第９条第３
項）、（２）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、（３）点呼の実施義
務違反（安全規則第７条第１項及び第２項）、（４）点呼の記録記載
不備（安全規則第７条第５項）、（５）運行記録計による記録義務違
反（安全規則第９条）、（６）運行指示書の作成義務違反（安全規則
第９条の３第１項及び第２項並びに第３項）、（７）特定の運転者に
対する指導監督違反（安全規則第１０条第２項）、（８）特定の運転
者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第１０条第２項）、
（９）定期点検整備の実施違反（安全規則第１３条第１号）、（１
０）運行管理者の選任届出違反（安全規則第１９条）

32 9

貨物 2019 6 24

株式会社田中重機運輸
（法人番号
7180001084159）代表
取締役伊藤建也

愛知県一宮市北方町北
方字沼上３－１

岐阜
岐阜県岐阜市東
鶉５－１７２－
３

輸送施設の使用停止
（２３０日車）及び
文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第４項

平成３０年１２月１１日及び平成３１年２月１３日、監査方針に基づ
いて監査実施。１３件の違反が認められた。（１）事業計画変更事前
届出違反（法第９条第３項）、（２）乗務時間等の基準の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４
項）、（３）点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１項及び第２
項）、（４）アルコール検知器常時有効保持義務違反（安全規則第７
条第４項）、（５）点呼の記録記載不備（安全規則第７条第５項）、
（６）点呼の記録不実記載（安全規則第７条第５項）、（７）乗務等
の記録義務違反（安全規則第８条）、（８）乗務等の記録記載不備
（安全規則第８条）、（９）運行記録計による記録義務違反（安全規
則第９条）、（１０）運行指示書の作成義務違反（安全規則第９条の
３第１項及び第２項並びに第３項）、（１１）特定の運転者に対する
適性診断受診義務違反（安全規則第１０条第２項）、（１２）運行管
理者に対する指導監督違反（安全規則第２２条）、（１３）定期点検
整備の実施違反（安全規則第１３条第１号）

32 23

貨物 2019 6 24

サンワリスエクスプレス
株式会社（法人番号
6200001007274）代表
取締役横山利彦

岐阜県各務原市鵜沼各
務原町４丁目１４１番
地

本社
岐阜県各務原市
鵜沼各務原町４
丁目１４１番地

事業停止（３日
間）、輸送施設の使
用停止（２１５日
車）及び文書警告

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年１０月５日、関係機関からの情報を端緒として監査実施。
１１件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４
項）、（２）健康状態の把握義務違反（安全規則第３条第６項）、
（３）点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１項及び第２項）、
（４）点呼の記録記載不備（安全規則第７条第５項）、（５）点呼の
記録不実記載（安全規則第７条第５項）、（６）乗務等の記録義務違
反（安全規則第８条）、（７）運行記録計による記録義務違反（安全
規則第９条）、（８）運転者台帳の記載不備（安全規則第９条の５第
１項）、（９）特定の運転者に対する指導監督違反（安全規則第１０
条第２項）、（１０）特定の運転者に対する適性診断受診義務違反
（安全規則第１０条第２項）、（１１）定期点検整備の実施違反（安
全規則第１３条第１号）

29 29

貨物 2019 6 24

株式会社タナカサービス
（法人番号
1150001011757）代表
者田中一夫

奈良県磯城郡三宅町石
見４７０ー１０ー１０
３

本社

奈良県磯城郡三
宅町石見４７
０ー１０ー１０
３

輸送施設の使用停止
(20日車)

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項

平成３０年１０月２６日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。
２件の違反が認められた。（１）乗務時間等の告示の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第３条第４項）、（２）運行指示書の作
成義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条の３第１項）

2 2

貨物 2019 6 24

株式会社四国物流サービ
ス（法人番号
3470001008587)代表者
沼田稔

香川県丸亀市綾歌町岡
田上２８１１－１

本社営業所
香川県丸亀市綾
歌町岡田上２８
１１－１

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和元年５月１４日、公安委員会からの通報を端緒として監査を実施
したところ、２件の違反が確認された。(1)運転者の乗務について定め
られた事項の記録が不適切であったこと（安全規則第8条）、(2)運転者
台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと（安全規則
第9条の5第1項）

0 0

貨物 2019 6 24

株式会社サークルライ
ナーズ（法人番号
2470001006856)代表者
加藤剛実

香川県綾歌郡綾川町羽
床下２１３０

高瀬営業所
香川県三豊市高
瀬町大字下勝間
７６１－９

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和元年５月１６日、公安委員会からの通報を端緒として監査を実施
したところ、４件の違反が確認された。(1)運転者に対する点呼の実施
結果の記録内容が不適切であったこと（安全規則第7条第5項）、(2)運
行指示書に記載すべき事項が不適切であったこと（安全規則第9条の3
第1項、第2項、第3項）、(3)運転者台帳の作成が確実になされていな
かったこと（安全規則第9条の5第1項）、(4)運転者台帳について定め
られた事項の記録が不適切であったこと（安全規則第9条の5第1項）

0 0

貨物 2019 6 24
富士運送株式会社（法人
番号1470001005289)代
表者山下裕司

香川県高松市国分寺町
福家乙１－１

本社営業所
香川県高松市国
分寺町福家乙１
－１

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和元年５月１７日、公安委員会からの通報を端緒として監査を実施
したところ、２件の違反が確認された。(1)運転者の乗務について定め
られた事項の記録が不適切であったこと（安全規則第8条）、(2)運転者
台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと（安全規則
第9条の5第1項）

0 0

貨物 2019 6 24
有限会社西阿運送（法人
番号1480002014817)代
表者遠藤尚生

徳島県美馬市脇町大字
脇町字大堀７６１－４

高松営業所
香川県高松市十
川西町１３０６
－７

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和元年５月２０日、公安委員会からの通報を端緒として監査を実施
したところ、１件の違反が確認された。(1)運転者に対する点呼の実施
結果の記録内容が不適切であったこと（安全規則第7条第5項）

0 0

貨物 2019 6 24
株式会社島津運送（法人
番号2290001047919）
代表者島津大作

福岡県八女市龍ヶ原
117-2

本社営業所
福岡県八女市
龍ヶ原117-2

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和1年6月5日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)運転者台帳の
記載事項等義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)

0 0

タクシー 2019 6 24

大屋タクシー株式会社
（法人番号
5190001006535）代表
取締役大屋行正

三重県伊勢市神社港３
００番地２号

宇治
三重県伊勢市宇
治浦田１丁目３
３番地５

輸送施設の停止（３
０日車）及び文書警
告

道路運送法（以下
「法」）第１３条

平成３１年１月３０日、監査方針に基づいて監査実施。３件の違反が
認められた。（１）運送引受義務違反（法第１３条）、（２）苦情記
録保存義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）
第３条２項、（３）乗務等の記録記載不備（運輸規則第２５条）

6 3

乗合バス 2019 6 24
神戸市(法人番号
9000020281000)代表者
岸田泰幸

兵庫県神戸市中央区加
納町6丁目5番地1号

中央営業所
兵庫県神戸市中
央区小野浜町7番
65号

輸送施設の使用停止
(10日車)

道路運送法第27条第
3項

平成31年4月10日及び同年4月22日、法令違反の疑いを端緒に監査を実
施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅
客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

1 1



貸切バス 2019 6 24
さくら交通株式会社(法
人番号9290001044463)
代表者釜堀慶紀

福岡県朝倉市柿原1057ｰ
1

本社営業所
福岡県朝倉市柿
原1057ｰ1

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和1年5月21日､監査実施｡4件の違反が認められた｡(1)乗務員台帳の記
載事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第37条
第1項）､(2)点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条第5項）､(3)運送
引受書の記載事項不備違反（運輸規則第7条の2第1項）

0 0

貨物 2019 6 25
有限会社葵運輸（法人番
号１４５０００２０００
０２７） 代表者鈴木勇

北海道上川郡当麻町五
条東３丁目９－８

本社営業所
北海道上川郡当
麻町五条東３丁
目９－８

輸送施設の使用停止
（８０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法施行規則第２条第
１項第４号 他１１
件

平成３０年８月２７日、平成３０年９月２７日及び平成３１年３月１
日、関係機関からの情報を端緒として監査を実施。１２件の違反が認
められた。（１）事業計画変更認可違反［自動車車庫の位置及び収容
能力］（貨物自動車運送事業法施行規則第２条第１項第４号）、
（２）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第３条第４項）、（３）点呼の記録事項義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第７条第５項）、（４）乗務等の記録事項義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第８条）、（５）運行指示書の記
載事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条の３第１項
から第３項）、（６）運転者台帳の作成義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第９条の５第１項）、（７）運転者台帳の記載事項義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条の５第１項）、
（８）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第１０条第１項）、（９）特定運転者に対する適性診断受診義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第２項）、（１０）定
期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１３条本
文関係、第１号）、（１１）整備管理者の研修受講義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第１５条）、（１２）運行管理者の講習受
講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第２３条第１項）

8 8

貨物 2019 6 25

有限会社丸見輸送サービ
ス（法人番号２４３００
０２０４０８２５） 代
表者半澤尚樹

北海道札幌市白石区川
北１条３丁目１０番１
１号

本社営業所

北海道札幌市白
石区川北１条３
丁目１０番１１
号

輸送施設の使用停止
（１２０日車）及び
文書警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第１０
条第１項 他１３件

平成３０年１２月１１日及び平成３１年１月３０日、関係機関からの
情報を端緒として監査を実施。１４件の違反が認められた。（１）事
業計画変更認可違反［自動車車庫の位置及び収容能力］（貨物自動車
運送事業法施行規則第２条第１項第４号）、（２）乗務時間等の基準
の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第４項）、
（３）疾病・疲労等のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第３条第６項）、（４）点呼の実施不適切（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第７条第１項、第２項）、（５）アルコール検知器常
時有効保持義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第４
項）、（６）点呼の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第７条第５項）、（７）点呼の記録保存義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第７条第５項）、（８）乗務等の記録事項義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第８条）、（９）運行記録計によ
る記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条）、（１
０）運転者台帳の記載事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第９条の５第１項）、（１１）運転者に対する指導監督違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第１０条第１項）、（１２）運転者に対
する指導監督の記録保存違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１
０条第１項）、（１３）点検整備記録簿等の記録の保存義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第１３条本文関係、第２号）、（１
４）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第６０条第１項）

12 12

貨物 2019 6 25

株式会社エムライン（法
人番号９４３０００１０
３６７４３） 代表者三
浦美明

北海道札幌市清田区里
塚緑ヶ丘４丁目４番２
７号

本社営業所

北海道札幌市清
田区里塚緑ヶ丘
４丁目４番２７
号

輸送施設の使用停止
（１００日車）及び
文書警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第３条
第４項 他６件

平成３１年１月３１日、平成３１年３月１５日及び平成３１年４月９
日、関係機関からの情報を端緒として監査を実施。７件の違反が認め
られた。（１）事業計画変更届出違反［各営業所に配置する事業用自
動車の種別］（貨物自動車運送事業法施行規則第２条第１項第３
号）、（２）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第３条第４項）、（３）疾病・疲労等のおそれのある乗務
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第６項）、（４）点呼の記
録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第５項）、
（５）運転者台帳の作成義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第９条の５第１項）、（６）運転者に対する指導監督違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第１０条第１項）、（７）特定運転者に対す
る適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条
第２項）

10 10

貨物 2019 6 25

株式会社グッドマン（法
人番号２４３０００１０
４６１６２） 代表者岸
田卓也

北海道札幌市豊平区平
岸３条１６丁目１番４
５号

本社営業所
北海道札幌市清
田区北野２条１
丁目３番１８号

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第９条

平成３１年２月２８日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況
を端緒として監査を実施。１件の違反が認められた。（１）運行記録
計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条）

1 1

貨物 2019 6 25

信越ＬＩＮＥ株式会社
（法人番号６１１０００
１０２８２８８） 代表
者古西裕之

新潟県新潟市北区白勢
町６４－１４

本社営業所
新潟県新潟市北
区白勢町６４－
１４

輸送施設の使用停止
（４０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項及
び同法第１７条第４
項

平成３０年１２月２７日、監査実施。６件の違反が認められた。
（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第３条第４項）（２）点呼の記録違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第７条第５項）（３）運行指示書（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第９条の３第１項）（４）運転者台帳（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第９条の５第１項）（５）指導監督告示による運転者に対す
る特別な指導及び運転適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第１０条第２項）

4 4

貨物 2019 6 25
株式会社櫻商会（法人番
号8010801004554）代
表者藤井章

東京都大田区京浜島２
－１４－１１

本社
東京都大田区京
浜島２－１４－
１１

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

法令違反の疑いがあることを端緒として、平成30年10月30日、監査を
実施。5件の違反が認められた。（1）点呼の実施義務違反等（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条）、（2）運転者に対する指導監督違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（3）高齢運転
者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項）、（4）初任・高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（5）運行管理者の講習受
講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項）

6 6

貨物 2019 6 25
大進運輸株式会社（法人
番号5011801014645）
代表者小澤龍夫

東京都足立区綾瀬６－
４１－１３

八潮
埼玉県八潮市大
曽根１５６６－
１

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

死亡事故を引き起こしたことを端緒として平成30年12月4日、監査を実
施。2件の違反が認められた。（1）点呼の実施義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第7条）、（2）運転者に対する指導監督違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

2 2



貨物 2019 6 25
関東流通株式会社（法人
番号9030001095144）
代表者千葉常胤

埼玉県さいたま市北区
宮原町４－５９－１２

本社
埼玉県蓮田市井
沼５４６－１

輸送施設の使用停止
（195日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、平成30年9月28日及び同
年10月16日、監査を実施。13件の違反が認められた。（1）乗務時間等
告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、
（2）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3
条第6項）、（3）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第7条）、（4）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第8条第1項）、（5）運行記録計による記録義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（6）運転者に対する指
導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（7）
初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第2項）、（8）定期点検整備の実施違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第13条）、（9）整備管理者の研修受講義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第15条）、（10）運行管理者の講
習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項）、
（11）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1
項）、（12）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）、
（13）自動車に関する表示義務違反（道路運送法第95条）

20 20

貨物 2019 6 25
嶺北運輸株式会社（法人
番号1210001012096）
代表取締役西谷忠繁

福井県越前市大虫本町
２０－３－３

本社
福井県越前市大
虫本町２０字三
反田３番地

輸送施設の使用停止
（３０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
９条第１項、第１７
条第１項、第１７条
第４項

平成３０年１０月１２日、監査方針に基づいて監査実施。５件の違反
が認められた。（１）事業計画変更認可違反【車庫】（法第９条第１
項）、（２）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、（３）点呼の実施義
務違反（安全規則第７条第１項及び第２項）、（４）点呼の記録記載
不備（安全規則第７条第５項）、（５）報告義務違反（法第６０条第
１項）

3 3

貨物 2019 6 25
株式会社備九運輸法人番
号（４２４０００１０２
８３１９）代表者大澤純

広島県廿日市市木材港
南７－４０

本社営業所
広島県廿日市市
木材港南７－４
０

輸送施設の使用停止
（１０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項及
び第４項

情報提供を端緒として、平成３０年１１月１９日及び同年１２月７日
に監査を実施。４件の違反が認められた。（１）乗務時間等告示の遵
守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下安全規則）第３条第
４項）（２）点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１項、第２項及
び第３項）（３）点呼の記録義務違反（安全規則第７条第５項）
（４）点呼の記録事項義務違反（安全規則第７条第５項）

1 1

タクシー 2019 6 25

株式会社ザ・ウィン
ザー・ホテルズインター
ナショナル（法人番号２
４３０００１０６６０６
１） 代表者内田貴也

北海道虻田郡洞爺湖町
清水３３６番地

本社営業所
北海道虻田郡洞
爺湖町清水３３
６番地

輸送施設の使用停止
（４０日車）及び文
書警告

道路運送法第９条の
３第１項 他６件

平成３０年６月１４日及び平成３０年１２月１９日、長期未監査を端
緒として監査を実施。７件の違反が認められた。（１）運賃料金認
可、運賃料金変更認可違反（道路運送法第９条の３第１項）、（２）
料金事前届出、料金変更事前届出違反（道路運送法第９条の３第３
項）、（３）点呼の記録事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則
第２４条第５項）、（４）乗務等の記録事項義務違反（旅客自動車運
送事業運輸規則第２５条第３項、第４項）、（５）乗務員台帳の作成
義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３７条第１項）、（６）乗
務員台帳の記載事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３７条
第１項）、（７）点検整備記録簿等の記録の保存義務違反（旅客自動
車運送事業運輸規則第４５条第２号）

4 4

タクシー 2019 6 25

十勝中央観光タクシー株
式会社（法人番号１４６
０１０１００１１０７）
代表者小林善之

北海道帯広市西１９条
南１丁目７番地３０

本社営業所
北海道帯広市西
１９条南１丁目
７番地３０

輸送施設の使用停止
（１４０日車）及び
文書警告

道路運送法第２０条
他６件

平成３０年１１月１３日、平成３１年２月２１日及び平成３１年３月
１２日、長期未監査を端緒として監査を実施。７件の違反が認められ
た。（１）運賃料金認可、運賃料金変更認可違反（道路運送法第９条
の３第１項）、（２）事業計画変更事前届出違反（法施行規則第１５
条第１項）、（３）営業区域外旅客運送違反（道路運送法第２０
条）、（４）点呼の記録事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則
第２４条第５項）、（５）乗務員台帳の記載事項義務違反（旅客自動
車運送事業運輸規則第３７条第１項）、（６）特定運転者に対する適
性診断受診義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第２
項）、（７）運転者証の返納義務違反（タクシー業務適正化特別措置
法第１６条第１項）

14 14

タクシー 2019 6 25

網走北交ハイヤー株式会
社（法人番号７４６０３
０１００３５０９） 代
表者高井義博

北海道網走市新町１丁
目９番１８号

本社営業所
北海道網走市新
町１丁目９番１
８号

輸送施設の使用停止
（１０日車）及び文
書警告

道路運送法第２０条
他２件

平成３１年１月１８日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況
を端緒として監査を実施。３件の違反が認められた。（１）営業区域
外旅客運送違反（道路運送法第２０条）、（２）疾病・疲労等のおそ
れのある乗務（旅客自動車運送事業運輸規則第２１条第５項））、
（３）運転者に対する指導監督の記録違反（旅客自動車運送事業運輸
規則第３８条第１項）

3 1

タクシー 2019 6 25

有限会社こばとハイヤー
（法人番号３２６０１０
２００１１４５） 代表
者小林善之

北海道河西郡芽室町東
１条５丁目１４番地

本社営業所
北海道河西郡芽
室町東１条５丁
目１４番地

輸送施設の使用停止
（１０日車）及び文
書警告

道路運送法施行規則
第１５条第１項 他
１件

平成３１年３月７日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を
端緒として監査を実施。２件の違反が認められた。（１）事業計画変
更事前届出違反（道路運送法施行規則第１５条第１項）、（２）運転
者証の返納義務違反（タクシー業務適正化特別措置法第１６条第１
項）

1 1

タクシー 2019 6 25

ライラック交通株式会社
（法人番号７４３０００
１０１８１１６） 代表
者新吾孝男

北海道札幌市東区北４
９条東２丁目６番２５
号

本社営業所
北海道札幌市東
区北４９条東２
丁目６番２５号

輸送施設の使用停止
（１０日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第３８条第
２項

平成３１年４月１８日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況
を端緒として監査を実施。１件の違反が認められた。（１）特定運転
者に対する適性診断受診義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３
８条第２項）

1 1

貸切バス 2019 6 25

株式会社セイフティ（法
人番号：
8011801017281） 代
表者 渡辺一英

埼玉県川口市赤山111-8 東京営業所

東京都葛飾区西
水元3-17-9
ターナハイム
A101

輸送施設の使用停止
（160日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第24条

平成30年9月6日及び平成30年9月11日他、区域拡大を行ったことを端
緒に監査を実施。9件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違
反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第21条第1項)､(2)疾
病のおそれのある乗務(運輸規則第21条第5項)､(3)点呼の実施等義務違
反(運輸規則第24条)､(4)乗務等の記録の記載事項不備(運輸規則第25条
第2項)､(5)運行記録計による記録義務違反(運輸規則第26条第1項)､(6)
運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)､(7)高齢運
転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､(8)高齢運転
者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)､(9)整備管理
者の研修受講義務違反(運輸規則第46条)

16 16

貸切バス 2019 6 25

株式会社ジョイフル観光
（法人番号：
4120101043592） 代
表者 原田優美

東京都足立区南花畑3-
8-9

本社営業所
東京都足立区南
花畑3-8-9

輸送施設の使用停止
（80日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第7条の2第
1項

平成30年10月16日及び平成30年10月25日、定期的な監査を実施。5件
の違反が認められた。(1)運送引受書の交付義務違反(旅客自動車運送事
業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第7条の2第1項)､(2)運行指示書の記載事項
不備(運輸規則第28条の2第1項)､(3)運転者に対する指導監督義務違反
(運輸規則第38条第1項)､(4)初任運転者に対する特別な指導義務違反(運
輸規則第38条第2項)､(5)定期点検整備等の未実施(運輸規則第45条第1
号)

12 8

貸切バス 2019 6 25

有限会社ＥＳＴ観光（法
人番号：
2040002088185） 代
表者 鈴木甚智

千葉県山武郡横芝光町
宮川9872

本社営業所
千葉県山武郡横
芝光町宮川11634

文書警告
道路運送法第15条第
1項

平成30年12月10日、定期的な監査を実施。3件の違反が認められた。
(1)事業計画の変更認可違反(道路運送法(以下｢運送法｣)第15条第1項)､
(2)運行管理者の解任届出違反(運送法第23条第3項)､(3)運転者に対する
指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

2 2

貸切バス 2019 6 25

株式会社ナント特殊自動
車(法人番号
2150001010072)代表者
上田充希

奈良県桜井市大字吉備
469－1

大阪
大阪府茨木市豊
川3丁目169番地1

輸送施設の使用停止
（60日車）

道路運送法第20条
平成31年3月19日、近畿運輸局において苦情を端緒に調査を実施。1件
の違反が認められた。(1)営業区域外旅客運送(道路運送法第20条)

6 6



貸切バス 2019 6 25

株式会社愛トラベル法人
番号（８２４０００１０
２０６８４）代表者南波
好紀

広島県広島市安佐南区
川内６丁目４４－３２

観光バス実
行部

広島県広島市安
佐南区八木１丁
目１２－１７

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

継続監視の監査対象として、令和元年５月１４日に監査を実施。８件
の違反が認められた。（１）運送引受書の記載事項義務違反（旅客自
動車運送事業運輸規則（以下運輸規則）第７条の２第１項）（２）乗
務時間等告示の遵守違反（運輸規則第２１条第１項）（３）点呼の記
録事項義務違反（運輸規則第２４条第５項）（４）乗務等の記録事項
義務違反（運輸規則第２５条第４項）（５）運行指示書の記載事項義
務違反（運輸規則第２８条の２第１項）（６）乗務員台帳の記載事項
義務違反（運輸規則第３７条第１項）（７）乗務員服務規律制定義務
違反（運輸規則第４１条）（８）整備管理者選任（変更）の未届出違
反（道路運送車両法第５２条）

0 0

貸切バス 2019 6 25

株式会社リザーブ観光
(法人番号
2290801021486) 代表
者能見敏光

福岡県直方市頓野1911-
2

本社営業所
福岡県直方市頓
野1911-2

輸送施設の使用停止
(130日車)、文書警告

道路運送法第27条第
3項

平成31年1月16日､監査実施。13件の違反が認められた。(1)苦情処理の
記録の記録義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)
第3条第2項）、(2)疾病、疲労等のおそれのある乗務（運輸規則第21条
第5項）、(3)点呼の記録又は点呼の記録保存違反（運輸規則第24条第5
項）、(4)点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条第5項）、(5)乗務
等の記録事項義務違反（運輸規則第25条）、(6)事故の記録義務違反(運
輸規則第26条の2）、(7)運行指示書の記載事項義務違反（運輸規則第
28条の2第1項）、(8)乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条
第1項）、(9)運転者に対する指導監督違反（運輸規則第38条第1項）、
(10)特定運転者に対する特別な指導監督違反（運輸規則第38条第2
項）、(11)特定運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第38
条第2項）、(12)整備管理者の研修受講義務違反（運輸規則第46条）、
(13)運行管理補助者の選任（解任）未届出違反（運輸規則第68条）

13 13

貨物 2019 6 26

築館運輸株式会社（法人
番号６３７０２０１００
２９５０） 代表者三浦
和彦

宮城県栗原市築館字照
越永平６７－１

本社営業所
宮城県栗原市築
館字照越永平６
７－１

輸送施設の使用停止
（２０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項、法第
１７条第４項

平成３０年１１月２９日、監査方針を端緒として監査を実施した結
果、7件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４
項）、（２）健康状態の把握義務違反（安全規則第３条第６項）、
（３）点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１項、第２項）、
（４）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第１０条第１
項）、（５）運転者に対する指導監督の記録違反（安全規則第１０条
第１項）、（６）初任運転者に対する指導義務違反（安全規則第１０
条第２項）、（７）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（安全
規則第１０条第２項）

2 2

貨物 2019 6 26

ダイイチ興業株式会社
（法人番号
8140001046327）代表
者兼本吉雄

兵庫県神戸市中央区港
島８－１２

茨城
茨城県つくばみ
らい市小絹９５
４－１－１０１

事業停止（30日
間）、輸送施設の使
用停止（140日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、平成30年9月11日及び同
年9月21日、監査を実施。9件の違反が認められた。（1）乗務時間等告
示遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）疾
病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6
項）、（3）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第7条）、（4）運行指示書作成義務違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第9条の3第1項）、（5）運転者に対する指導監督違反等（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（6）運行管理者に対す
る指導及び監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条）、
（7）運行管理者選任（解任）未届出違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第19条）、（8）事業計画変更認可違反（貨物自動車運送事業法
第9条第1項）、（9）事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第
9条第3項）

44 44

貨物 2019 6 26

株式会社ＫＹＯＷＡ（法
人番号
7030001020260）代表
者林良佶

埼玉県戸田市笹目４－
３１－１１

本社

埼玉県さいたま
市岩槻区大字徳
力字西４４９－
１

事業停止（7日間）、
輸送施設の使用停止
（124日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第5項

死亡事故を引き起こしたことを端緒として、平成30年10月4日及び同年
11月1日並びに平成31年2月25日、監査を実施。5件の違反が認められ
た。（1）点呼の記録の不実記載違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条第5項）、（2）乗務等の記録の不実記載違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第8条第1項）、（3）運行記録計による記録の不実記
録違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（4）運行指示書
による作成義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1
項）、（5）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第1項）

39 39

タクシー 2019 6 26 森田明仁 京都府京都市右京区
恭竜雅タク
シー

京都府京都市右
京区

輸送施設の使用停止
（50日車）

道路運送法第27条第
3項

平成30年12月18日、京都運輸支局において法令違反の疑いを端緒に調
査を実施。1件の違反が認められた。（1）乗務等の記録保存義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則第25条第3項、第4項）

5 5

タクシー 2019 6 26 澁谷実 京都府京都市北区
室町タク
シー

京都府京都市北
区

輸送施設の使用停止
（70日車）

道路運送法第27条第
3項

平成30年11月29日、京都運輸支局において法令違反の疑いを端緒に調
査を実施。3件の違反が認められた。（1）損害賠償責任保険締結義務
違反（旅客自動車運送事業運輸規則(以下、「運輸規則」)第19条の
2）、（2）乗務等の記録義務違反（運輸規則第25条第3項、第4項）、
（3）乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第25条第3項、第4項）

7 7

タクシー 2019 6 26 山崎勝雄 京都府京都市山科区
京都府京都市山
科区

輸送施設の使用停止
（110日車）

道路運送法第27条第
3項

平成30年12月28日、京都運輸支局において法令違反の疑いを端緒に調
査を実施。3件の違反が認められた。（1）損害賠償責任保険締結義務
違反（旅客自動車運送事業運輸規則(以下、「運輸規則」)第19条の
2）、（2）乗務等の記録義務違反（運輸規則第25条第3項、第4項）、
（3）報告義務違反（道路運送法第94条第1項）

11 11

乗合バス 2019 6 26

宗谷バス株式会社（法人
番号８４５０００１００
８１４７） 代表者中場
直見

北海道稚内市末広５丁
目２番２３号

稚内営業所
北海道稚内市末
広５丁目２番２
３号

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第２４条第
５ 他２件

令和元年５月２１日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を
端緒として監査を実施。３件の違反が認められた。（１）点呼の記録
事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第２４条第５項）、
（２）乗務員台帳の記載事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則
第３７条第１項）、（３）特定運転者に対する適性診断受診義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第２項）

0 0

乗合バス 2019 6 26

羽後交通株式会社（法人
番号６４１０００１００
８７８８） 代表者齋藤
善一

秋田県横手市前郷二番
町４－１０

本荘営業所
秋田県由利本荘
市肴町４５

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

平成３１年１月２３日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実
施した結果、1件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督
義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１項）

0 0

貸切バス 2019 6 26

有限会社トラベル観光
（法人番号
8170002008001）代表
者栗山忠

和歌山県紀の川市北勢
田878

本社
和歌山県紀の川
市北勢田878

文書警告（処分日車
数50日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
（6）による）

道路運送法第27条第
3項

平成31年3月22日、法令違反の疑いを端緒に監査を実施。3件の違反が
認められた。（1）健康状態の把握義務違反（旅客自動車運送事業運輸
規則（以下、「運輸規則」）第21条第5項）、（2）点呼の実施義務違
反（運輸規則第24条第１項、第2項、第3項）、（3）点呼の記録事項義
務違反（運輸規則第24条第5項）

25 5

貨物 2019 6 27

有限会社及川建材（法人
番号３３７０４０２００
１５６４） 代表者及川
七郎

宮城県登米市迫町森字
平柳７７

本社営業所
宮城県登米市迫
町森字平柳７７

輸送施設の使用停止
（５０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年７月１７日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、3
件の違反が認められた。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７条第１項、第２項）、
（２）点呼の記録事項（不実記載）義務違反（安全規則第７条第５
項）、（３）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第１０条第
１項）

5 5



貨物 2019 6 27
有限会社礒田興業（法人
番号6120102024425）
代表者礒田喜臣

大阪府泉南郡岬町淡輪
３７６６ 岬マンショ
ン１ーA

本社

大阪府泉南郡岬
町淡輪３７６６
岬マンション
１ーA

輸送施設の使用停止
(230日車)

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年３月２９日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実
施。５件の違反が認められた。（１）事業計画変更認可違反（営業所
の位置）（貨物自動車運送事業法第９条第１項）、（２）事業計画変
更認可違反（自動車車庫の位置）（貨物自動車運送事業法第９条第１
項）、（３）事業計画変更認可違反（休憩・睡眠施設の位置）（貨物
自動車運送事業法第９条第１項）、（４）定期点検整備の実施違反
（３ヶ月点検）（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１３条、道路運
送車両法第４８条）、（５）定期点検整備の実施違反（１２ヶ月点
検）（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１３条、道路運送車両法第
４８条）

23 23

貨物 2019 6 28

有限会社佐藤商事（法人
番号５４２０００２００
９４６３） 代表者佐藤
新一

青森県三戸郡階上町蒼
前東５丁目９－２４３
９

本社営業所
青森県三戸郡階
上町蒼前東５丁
目９－２４３９

輸送施設の使用停止
（１２５日車）及び
文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
８条第１項、法第１
７条第１項、法第１
７条第３項、法第１
７条第４項

平成３０年９月２５日及び１０月２２日、公安委員会からの通知及び
監査方針を端緒として監査を実施した結果、11件の違反が認められ
た。（１）自動車車庫の位置及び収容能力違反（営業所との距離）
（貨物自動車運送事業法施行規則第２条第１項第４号）、（２）乗務
時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下
「安全規則」）第３条第４項）、（３）健康状態の把握義務違反（安
全規則第３条第６項）、（４）過積載運送（貨物自動車運送事業法第
１７条第３項）、（５）点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１
項、第２項、第３項）、（６）点呼の記録事項義務違反（安全規則第
７条第５項）、（７）運行指示書の作成義務違反（安全規則第９条の
３第１項）、（８）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第１
０条第１項）、（９）初任運転者に対する指導義務違反（安全規則第
１０条第２項）、（１０）初任運転者に対する適性診断受診義務違反
（安全規則第１０条第２項）、（１１）定期点検整備の実施違反（安
全規則第１３条及び道路運送車両法第４８条）

13 13

貨物 2019 6 28

ジャパンフードライン株
式会社（法人番号７３７
０００１０２０４２５）
代表者菅野幸浩

宮城県仙台市宮城野区
扇町７丁目２－５

本社営業所
宮城県仙台市宮
城野区扇町７丁
目２－５

輸送施設の使用停止
（８０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項、法第
１７条第４項

平成３０年９月２０日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、6
件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、
（２）点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１項、第２項）、
（３）点呼の記録義務違反（安全規則第７条第５項）、（４）点呼の
記録事項（不実記載）義務違反（安全規則第７条第５項）、（５）運
転者に対する指導監督の記録違反（安全規則第１０条第１項）、
（６）整備管理者の届出義務違反（安全規則第１３条及び道路運送車
両法第５２条）

8 8

タクシー 2019 6 28

稲荷タクシー有限会社
（法人番号８３７０００
２００２３３９） 代表
者桃野博光

宮城県仙台市太白区中
田六丁目７－３５

本社営業所
宮城県仙台市太
白区中田六丁目
６３０－２

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

令和元年６月２８日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実施
した結果、1件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督義
務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１項）

0 0

タクシー 2019 6 28

有限会社泉中央タクシー
（法人番号４３７０００
２０１８１６５） 代表
者目黒勝己

宮城県仙台市泉区市名
坂字楢町２０１－１０

本社営業所
宮城県仙台市泉
区市名坂字楢町
２０１－１０

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

令和元年６月２８日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実施
した結果、1件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督義
務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１項）

0 0

乗合バス 2019 6 28
知多乗合株式会社（法人
番号8180001091831）
代表者勝田厚秀

愛知県半田市住吉町２
丁目１６３番地の７

東海
愛知県東海市加
木屋町西御門３
９番地の１

輸送施設の使用停止
（２０日車）及び文
書警告

道路運送法第２７条
第３項

平成３１年２月２１日、監査方針に基づいて監査実施。７件の違反が
認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反（旅客自動車運送事
業運輸規則（以下「運輸規則」）第２１条第１項）、（２）４週間を
平均した１週間当たりの拘束時間及び休日労働の限度違反（運輸規則
第２１条第１項）、（３）乗務等の記録記載不備（運輸規則第２５
条）、（４）運転基準図作成義務違反（運輸規則第２７条１項）、
（５）運転者に対する指導監督違反（運輸規則第３８条第１項）、
（６）運転者に対する指導監督の記録違反（運輸規則第３８条第１
項）、（７）特定の運転者に対する指導監督違反（運輸規則第３８条
第２項）

3 2

貨物 2019 7 1

株式会社ＮＢＳロジソル
（法人番号２０３０００
１０６８３３８） 代表
者河野逸郎

埼玉県越谷市流通団地
４－１－１０

長野営業所

長野県長野市青
木島町綱島字中
土手添２７０－
１７

輸送施設の使用停止
（１５０日車）

貨物自動車運送事業
法第９条第１項、同
法第９条第３項、同
法第１７条第１項及
び同法第１７条第４
項

平成３１年２月７日、監査実施。１０件の違反が認められた。（１）
事業計画変更認可違反（貨物自動車運送事業法施行規則第２条第１項
第４号）（２）事業計画変更事前届出違反（貨物自動車運送事業法施
行規則第６条第１項第１号）（３）事業計画変更の事後届出違反（貨
物自動車運送事業法施行規則第７条第１項第３号）（４）休憩・睡眠
施設の整備違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第３項）
（５）点呼の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第１
項～第２項）（６）点呼の記録違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第７条第５項）（７）乗務等の記録違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第８条）（８）運転者台帳（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第９条の５第１項）（９）運行管理者に対する指導及び監督違反
（指導監督不適切）（貨物自動車運送事業輸送安全規則第２２条）

15 15

貨物 2019 7 1

アートコーポレーション
株式会社（法人番号
8122001015081）代表
者寺田千代乃

大阪府大阪市中央区城
見１－２－２７

千葉北支店
千葉県佐倉市表
町２－９－３

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平成31年1月
29日及び同年2月4日、監査を実施。1件の違反が認められた。（1）運
転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条
第1項）

0 0

貨物 2019 7 1
田中龍秀（法人番号な
し）代表者田中龍秀

京都府京都市南区東九
条柳下町４３番地４

本店
京都府京都市南
区上鳥羽塔ノ森
東向町９３

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条３項

平成３１年２月２５日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。
１件の違反が認められた。（１）過積載運送（貨物自動車運送事業法
第１７条第３項）

1 1

貨物 2019 7 1

セントロジテム株式会社
（法人番号
8120001170913）代表
者松場浩巳

奈良県生駒郡斑鳩町服
部１丁目４番１７号３
０７号室

河合

奈良県生駒郡斑
鳩町服部１丁目
４番１７号３０
７号室

文書警告
貨物自動車運送事業
法第１７条４項

令和元年６月７日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。２件の
違反が認められた。（１）点呼の記録義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第７条第５項）、（２）点呼の記録事項義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第７条第５項）

0 0

貨物 2019 7 1

有限会社ティ・ワイ（法
人番号３２４０００２０
３６０４９）代表者平田
浩二

広島県呉市阿賀北１丁
目１－１１

広島支店
広島県広島市安
佐南区伴西３丁
目７－５

輸送施設の使用停止
（４０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項及
び第４項

情報提供を端緒として、平成３１年１月２３日及び同年２月２２日に
監査を実施。５件の違反が認められた。（１）乗務時間等告示の遵守
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下安全規則）第３条第４
項）（２）乗務時間等告示なお書きの遵守違反（安全規則第３条第４
項）（３）点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１項、第２項及び
第３項）（４）点呼の記録事項義務違反（安全規則第７条第５項）
（５）運転者台帳の記載事項義務違反（安全規則第９条の５第１項）

4 4

貨物 2019 7 1
株式会社マサフミ（法人
番号9180301022097)
代表者牧原史典

愛知県安城市上条町小
薮103番地

本社営業所
愛知県安城市上
条町小薮103番地

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第1項及び第2項

令和元年5月30日､監査方針に基づき､監査を実施｡3件の違反が認められ
た｡(1)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1
項及び第2項)､(2)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条第5項)､(3)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第7条第5項)

0 0

貸切バス 2019 7 1

日本交通株式会社大阪
（法人番号
7120001030151)代表者
南都武司

大阪府大阪市港区弁天2
丁目10番6号

港
大阪府大阪市港
区弁天2丁目11番
1号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和元年5月21日、新規許可を端緒に監査を実施。4件の違反が認めら
れた。(1)安全統括管理者の選任解任届出違反（道路運送法第22条の2
第5項）、（2）運送引受書の記載事項義務違反（旅客自動車運送事業
運輸規則(以下、「運輸規則」)第7条の2第1項）、（3）点呼の記録事
項義務違反（運輸規則第24条第5項）、（4）運行指示書の記載事項義
務違反（運輸規則第28条の2第1項）

0 0



貸切バス 2019 7 1

株式会社坂本輸送サービ
ス（法人番号９４３００
０１０２８５９１） 代
表者坂本範男

北海道札幌市北区屯田
３条６丁目３－１４

石狩営業所
北海道石狩市新
港西１丁目７０
１－５

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第２６条の
２ 他２件

令和元年６月６日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を端
緒として監査を実施。３件の違反が認められた。（１）事故の記録事
項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第２６条の２）、（２）運
転者に対する指導監督の記録事項違反（旅客自動車運送事業運輸規則
第３８条第１項）、（３）報告義務違反（道路運送法第９４条第１
項）

0 0

貨物 2019 7 2

株式会社オザキ運送（法
人番号
8030001049010）代表
者尾崎郁夫

埼玉県富士見市水谷東
２－１０－７

富士見

埼玉県富士見市
東みずほ台２－
１０－６ハイツ
フレンドリー１
－１０１

輸送施設の使用停止
（70日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

死亡事故を引き起こしたことを端緒として平成30年12月6日、監査を実
施。8件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）疾病のおそれのある
乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（3）点呼の記
録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）、
（4）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
8条第1項）、（5）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第1項）、（6）初任・高齢運転者に対する指導
監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（7）初
任・高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第2項）、（8）事業計画事前届出違反（貨物自動
車運送事業法第9条第3項）

7 7

貨物 2019 7 2
株式会社ＳＳＴ（法人番
号1012401018585）代
表者鈴木勇介

東京都府中市美好町２
－４９－２３（旧：東
京都府中市西原町２－
１６－５３）

東京
東京都八王子市
元横山町３－６
－７

輸送施設の使用停止
（95日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年11月14日及び同
年11月22日、監査を実施。10件の違反が認められた。（1）疾病のおそ
れのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（2）
点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、
（3）乗務等の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条
第1項）、（4）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第8条第1項）、（5）運転者に対する指導監督違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（6）初任運転者に対する適
性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項）、（7）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第13条）、（8）運行管理者の選任（解任）未届出違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第19条）、（9）事業計画の変更認可違反（貨物
自動車運送事業法第9条第1項）、（10）事業計画事前届出違反（貨物
自動車運送事業法第9条第3項）

10 10

貨物 2019 7 2

株式会社バックライン
（法人番号
5040001011509）代表
者岡本孝成

千葉県千葉市緑区辺田
町１９３－２

本社
千葉県千葉市稲
毛区長沼町３５

輸送施設の使用停止
（130日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年11月14日、監査
を実施。12件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）乗務時間等告
示なお書きの遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4
項）、（3）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第6項）、（4）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条）、（5）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第8条第1項）、（6）運行指示書による作成義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3）、（7）運転者に対す
る指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、
（8）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第2項）、（9）事業計画の変更認可違反（貨物自
動車運送事業法第9条第1項）、（10）事業計画事前届出違反（貨物自
動車運送事業法第9条第3項）、（11）事業計画事後届出違反（貨物自
動車運送事業法第9条第3項）、（12）報告義務違反（貨物自動車運送
事業報告規則第2条）

13 13

貨物 2019 7 2
大浦興業株式会社（法人
番号3011701001695）
代表者大浦寛

東京都江戸川区瑞江２
－１２－１０

本社
千葉県千葉市花
見川区三角町１
８７

輸送施設の使用停止
（100日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平成30年12
月6日及び同年12月20日、監査を実施。7件の違反が認められた。（1）
乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第
4項）、（2）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条第6項）、（3）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条）、（4）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（5）運行記録計による記録義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（6）運転者に対す
る指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、
（7）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）

10 10

貨物 2019 7 2
株式会社玄黒屋（法人番
号6090001010975）代
表者平野憲和

山梨県富士吉田市上吉
田２－１７

(株)玄黒屋
山梨県富士吉田
市上吉田２－１
７

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成31年4月5日及び同年4
月10日、監査を実施。1件の違反が認められた。（1）疾病のおそれの
ある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）

0 0

貨物 2019 7 2
興国運輸株式会社(法人
番号6290001007415)
代表者日比良二

福岡県北九州市門司区
新門司北1-11-4

大分営業所
大分県別府市汐
見町944-2

輸送施設の使用停止
(20日車)、文書警告

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第17
条第1項、法第17条
第4項､法第18条第3
項､道路運送車両法
第52条

平成31年2月27日、監査実施。7件の違反が認められた。(1)運転者台帳
の記載事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下｢安全規
則｣）第9条の5第1項)､(2)運行管理者の選任(解任)未届出違反(安全規則
第19条)､(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)､(4)点呼の記録事項義
務違反(安全規則第7条第5項)､(5)乗務時間等の基準の遵守違反(安全規
則第3条第4項)､(6)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則
第10条第2項)､(7)整備管理者の選任(変更)未届出違反(安全規則第13
条、道路運送車両法第52条)

2 2

タクシー 2019 7 2
株式会社ＡＸＩＳ（法人
番号8010801019726）
代表者 小室 史朗

東京都大田区池上６－
３５－３

本社営業所
東京都大田区池
上６－３５－３

輸送施設の使用停止
（30日車）

道路運送法（以下、
運送法）第20条、運
送法第23条第3項、
運送法第27条第3
項、道路運送車両法
（以下、車両法）第
52条

平成30年9月7日及び平成30年10月18日、新規許可を受けたことを端緒
として監査を実施。5件の違反が認められた。(1)営業区域外運送違反
(運送法第20条)､(2)運行管理者の選任届出違反(運送法第23条第3項)､
(3)健康状態の把握義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規
則)第21条第5項)､(4)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条
第1項)､(5)整備管理者の選任の未届出(車両法第52条)

3 3

タクシー 2019 7 2 尾崎 勉 東京都板橋区 個人 東京都板橋区
文書警告及び輸送の
安全確保命令

運送法第27条第3項
平成30年11月29日、法令違反の疑いがある旨の調査結果を端緒として
監査を実施。2件の違反が認められた。(1)乗務記録の記録事項の不備
(運輸規則第25条第3項)､(2)事故の記録義務違反(運輸規則第26条の2)

0 0

タクシー 2019 7 2 福島 義明 東京都板橋区 個人 東京都板橋区

輸送施設の使用停止
（10日車）、輸送の
安全確保命令及び旅
客の利便確保命令

運送法第27条第3
項、運送法第29条

平成30年11月30日、車両火災事故を引き起こしたことを端緒として監
査を実施。3件の違反が認められた。(1)乗務記録の記録事項の不備(運
輸規則第25条第3項)､(2)地図の備え付け義務違反(運輸規則第29条)､(3)
事故の未届出(運送法第29条)

1 1

タクシー 2019 7 2 榎本 明 東京都練馬区 個人 東京都練馬区
輸送施設の使用停止
（10日車）及び輸送
の安全確保命令

車両法第58条第1項
平成31年2月22日、法令違反の疑いがあることを端緒として調査を実
施。1件の違反が認められた。(1)無車検運行(車両法第58条第1項)

1 1

乗合バス 2019 7 2
日本交通株式会社（法人
番号３２７０００１００
０５６４）代表者澤志郎

鳥取県鳥取市雲山２１
９

鳥取営業所
鳥取県鳥取市雲
山２１９

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

乗務中に携帯電話を使用したとして鳥取県公安委員会から通知を受け
たことを端緒として、平成３０年９月２６日及び平成３１年３月１８
日に監査を実施。３件の違反が認められた。（１）健康状態の把握義
務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下運輸規則）第２１条第５
項）（２）点呼の記録事項義務違反（運輸規則第２４条第５項）
（３）運転者に対する指導監督義務違反（運輸規則第３８条第１項）

0 0



貨物 2019 7 3

株式会社道東トランス
（法人番号６４６０３０
１００２８７４） 代表
者加藤彰洋

北海道北見市相内町５
０番地６

本社営業所
北海道北見市相
内町５０番地８

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第７条
第５項 他２件

令和元年６月１４日及び令和元年６月１７日、その他事故、法令違
反、事件、苦情を端緒として監査を実施。３件の違反が認められた。
（１）点呼の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条
第５項）、（２）点呼の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第７条第５項）、（３）運行記録計による記録義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第９条）

0 0

貨物 2019 7 3

株式会社トランスポート
千税（法人番号
5140001064959）代表
者北爪唯一郎

兵庫県姫路市白鳥台１
丁目７ー１７

本社
兵庫県たつの市
龍野町小宅北４
７番地１４

輸送施設の使用停止
（３０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条４項

平成３０年４月２６日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。
１０件の違反が認められた。（１）健康状態の把握義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第３条第６項）、（２）点呼の実施義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条）、（３）点呼の記録事
項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第５項）、
（４）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第８条）、（５）運転者台帳の記載事項義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第９条の５第１項）、（６）運転者に対する指導監督
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第１項）、（７）運
転者に対する指導監督の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第１０条第１項）、（８）初任運転者に対する適性診断受診
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第２項）、
（９）運行管理規程制定違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第２
１条）、（１０）運行管理者補助者の要件違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第１８条第３項）

3 3

タクシー 2019 7 3

株式会社つばめタクシー
（法人番号
2030001005464） 代
表者 佐野 敏樹

埼玉県さいたま市浦和
区本太１－１４－７

本社営業所
埼玉県さいたま
市浦和区本太１
－１４－７

文書警告 運送法第27条第3項
平成31年4月17日及び令和元年5月9日、法令違反の疑いがあることを端
緒として監査を実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導
監督義務違反(運輸規則第38条第1項)

0 0

貨物 2019 7 4

有限会社生活環境サービ
ス（法人番号１２３００
０２０１４０４９） 代
表者高柳一子

富山県射水市小島６１
８－３

本社営業所
富山県射水市七
美中野６２－１

輸送施設の使用停止
（２０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項及
び同法第１７条第４
項

平成３０年５月３１日、監査実施。６件の違反が認められた。（１）
健康状態の把握違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第６
項）（２）乗務等の記録違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第８
条）（３）指導監督告示による運転者に対する指導及び監督違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第１項）（４）指導監督告示
による運転者に対する特別な指導及び運転適性診断受診義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第２項）（５）整備管理者の
研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１５条）

2 2

貨物 2019 7 4
木下建設株式会社（法人
番号8170001011443）
代表者木下三次

和歌山県新宮市あけぼ
の５４７０－４９

本社
和歌山県新宮市
あけぼの５４７
０－４９

輸送施設の使用停止
（１３０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条４項

平成３０年９月１２日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。１
４件の違反が認められた。（１）事業計画変更事後届出違反（営業所
位置）（貨物自動車運送事業法第９条第３項）、（２）事業計画変更
認可違反（自動車車庫の位置）（貨物自動車運送事業法第９条第１
項）、（３）事業計画変更認可違反（休憩・睡眠施設の位置）（貨物
自動車運送事業法第９条第１項）、（４）点呼の実施義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第７条）、（５）点呼の記録義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第５項）、（６）点呼の記
録保存義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第５項）、
（７）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第９条）、（８）運転者台帳の記載事項義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第９条の５第１項）、（９）運転者に対する指導
監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第１項）、（１
０）初任運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第１０条第２項）、（１１）初任運転者及び高齢運転者に対する
適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第
２項）、（１２）定期点検整備の実施違反（３ヶ月点検）（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第１３条、道路運送車両法第４８条）、（１
３）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第２３条第１項）、（１４）報告義務違反（貨物自動車運送事業法
第６０条第１項）

13 13

タクシー 2019 7 4
道明株式会社（法人番号
６４３０００１０７６１
３１） 代表者佐藤道明

北海道札幌市厚別区も
みじ台東２丁目１７番
９号

道央観光
サービス本
社営業所

北海道千歳市自
由ヶ丘４丁目１
０番４号

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第２１条第
５項 他４件

平成３１年４月１６日、新規許可等を端緒として監査を実施。５件の
違反が認められた。（１）疾病・疲労等のおそれのある乗務（旅客自
動車運送事業運輸規則第２１条第５項）、（２）点呼の記録事項義務
違反（旅客自動車運送事業運輸規則第２４条第５項）、（３）乗務員
台帳の作成義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３７条第１
項）、（４）運転者に対する指導監督の記録事項違反（旅客自動車運
送事業運輸規則第３８条第１項）、（５）特定運転者に対する適性診
断受診義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第２項）

0 0

タクシー 2019 7 4

新日本タクシー城東株式
会社(法人番号
2120001102731)代表者
立花永達

大阪府大阪市城東区今
福東1丁目7番5号

本社
大阪府大阪市城
東区今福東1-7-5

輸送施設の使用停止
(２０日車)

道路運送法第27条第
3項

平成31年2月25日及び同年3月15日、公安委員会からの通報を端緒に監
査を実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違
反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

8 2

タクシー 2019 7 4 永野易彦 大阪府堺市南区
永野タク
シー

大阪府堺市南区
輸送施設の使用停止
（２０日車）

特定地域及び準特定
地域における一般乗
用旅客自動車運送事
業の適正化及び活性
化に関する特別措置
法第16条の4第1項

平成31年2月27日、大阪運輸支局において苦情を端緒に調査を実施。1
件の違反が認められた。（1）運賃届出、運賃変更届出違反（特定地域
及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活
性化に関する特別措置法第16条の4第1項）

2 2

タクシー 2019 7 4

大堂観光タクシー有限会
社（法人番号
2490002009229)代表者
高根正人

高知県幡多郡大月町頭
集６６３－５

浦尻営業所
高知県幡多郡大
月町浦尻５２

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和元年５月２３日、旅客自動車運送事業に関する監査方針に基づき
監査を実施したところ、３件の違反が確認された。(1)運転者の健康状
態の把握が確実になされていなかったこと（運輸規則第21条第5項）、
(2)高齢運転者に対して事業用自動車の運行の安全を確保するために遵
守すべき事項についての特別な指導が不適切だったこと（運輸規則第
38条第2項）、(3)高齢運転者に対して法令で定められた適性診断を受
診させていなかったこと（運輸規則第38条第2項）

0 0

貨物 2019 7 5

大虎運輸新潟株式会社
（法人番号６１１０００
１０２５２３６） 代表
者梶本純司

新潟県見附市新幸町８
－１

本社営業所
新潟県見附市新
幸町８－１

輸送施設の使用停止
（４０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項及
び同法第１７条第４
項

平成３０年１０月２日、監査実施。３件の違反が認められた。（１）
乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条
第４項）（２）点呼の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
７条第１項～第３項）（３）点呼の記録違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第７条第５項）

4 4



貨物 2019 7 5

伊奈洸通商株式会社（法
人番号
5210001010245） 代
表者落井豊一

福井県鯖江市神中町二
丁目5番23号

本社
福井県鯖江市神
中町二丁目5番23
号

輸送施設の使用停止
（８０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第4項

平成３０年１１月１日及び１１月１６日、監査方針に基づいて監査実
施。１２件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４
項）、（２）健康状態の把握義務違反（安全規則第３条第６項）、
（３）点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１項及び第２項）、
（４）点呼の記録記載不備（安全規則第７条第５項）、（５）運行記
録計による記録義務違反（安全規則第９条）、（６）運転者台帳の作
成義務違反（安全規則第９条の５第１項）、（７）特定の運転者に対
する指導監督違反（安全規則第１０条第２項）、（８）特定の運転者
に対する適性診断受診義務違反（安全規則第１０条第２項）、（９）
運行管理者に対する指導監督違反（安全規則第２２条）、（１０）運
行管理者の講習受講義務違反（安全規則第２３条第１項）、（１１）
整備管理者の研修受講義務違反（安全規則第１５条）、（１２）報告
義務違反（法第６０条第１項）

8 8

貨物 2019 7 5
株式会社安藝運送（法人
番号9140001057513）
代表者安藝政弘

兵庫県姫路市広畑区長
町２ー１１５

本社
兵庫県姫路市広
畑区長町２ー１
１５

輸送施設の使用停止
（７０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条４項

平成３０年７月１２日及び同年７月１７日、公安委員会からの通報を
端緒に監査を実施。９件の違反が認められた。（１）乗務時間等の告
示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第４項）、
（２）健康状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
３条第６項）、（３）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第７条）、（４）点呼の記録事項義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第７条第５項）、（５）運転者台帳の作成義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条の５第１項）、（６）運転
者台帳の記載事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条
の５第１項）、（７）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第１０条第１項）、（８）運転者に対する指導監督
の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第１
項）、（９）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第１０条第２項）

7 7

貨物 2019 7 5

株式会社ＯＮＯ ｃｏｍ
ｐａｎｙ（法人番号２２
６０００１０１１４３
１）代表者小野陽二

岡山県岡山市南区箕島
９３５－８

株式会社Ｏ
ＮＯ ｃｏ
ｍｐａｎｙ
本店営業所

岡山県岡山市南
区箕島９３５－
８

輸送施設の使用停止
（６０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項及
び第４項

情報提供を端緒として平成３０年８月２４日及び同年１０月１１日に
監査を実施。９件の違反が認められた。（１）乗務時間等告示の遵守
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下安全規則）第３条第４
項）（２）健康状態の把握義務違反（安全規則第３条第６項）（３）
点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１項、第２項及び第３項）
（４）点呼の記録事項義務違反（安全規則第７条第５項）（５）乗務
等の記録事項義務違反（安全規則第８条第１項）（６）運転者台帳の
記載事項義務違反（安全規則第９条の５第１項）（７）運転者に対す
る指導監督の記録事項義務違反（安全規則第１０条第１項）（８）特
定の運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第１０条第２
項）（９）特定の運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第１０
条第２項）

6 6

貨物 2019 7 8
有限会社古川運送（法人
番号1480002013612)代
表者古川博

徳島県阿南市福井町字
吉谷５４－１

本社営業所
徳島県阿南市福
井町字吉谷５４
－１

輸送施設の使用停止
（７０日車)及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項、第
4項

平成３１年２月２７日及び同年３月８日、貨物自動車運送事業に関す
る監査方針に基づき監査を実施したところ、８件の違反が確認され
た。(1)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時
間の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務
していた者があったこと（安全規則第3条第4項）、(2)運転者の健康状
態の把握が確実になされていなかったこと（安全規則第3条第6項）、
(3)運転者に対する点呼が確実になされていなかったこと（安全規則第7
条第1項、第2項、第3項）、(4)運転者に対する点呼の実施結果の記録
内容が不適切であったこと（安全規則第7条第5項）、(5)運行記録計に
よる記録が確実になされていなかったこと（安全規則第9条）、(6)運行
指示書を作成していなかったこと（安全規則第9条の3第1項、第2項、
第3項）、(7)新たに雇い入れした運転者及び高齢運転者に対して法令で
定められた適性診断を受診させていなかったこと（安全規則第10条第2
項）、(8)高齢運転者に対して事業用自動車の運行の安全を確保するた
めに遵守すべき事項についての特別な指導が不適切であったこと（安
全規則第10条第2項）

7 7

貨物 2019 7 8

中村生コンクリート株式
会社（法人番号
1490001004933)代表者
佐田憲昭

高知県四万十市古津賀
２丁目６

本社営業所
高知県四万十市
古津賀２丁目６

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第1項、第
4項

令和元年５月２２日、死亡事故を端緒として監査を実施したところ、
２件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が不適切
であり、連続運転時間の限度を超えて乗務していた者があったこと
（安全規則第3条第4項）、(2)運転者の乗務について定められた事項の
記録が不適切であったこと（安全規則第8条）

0 0

タクシー 2019 7 8

興亜第一交通株式会社
（法人番号５４３０００
１０１４３８９） 代表
者西本厚三

北海道札幌市東区北２
４条東１０丁目１－２
５

白石営業所
北海道札幌市白
石区北郷２条１
２丁目４－２４

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第３８条第
１項

平成３１年４月１８日、公安委員会からの通報等を端緒として監査を
実施。１件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督違反
（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１項）

0 0

タクシー 2019 7 8
株式会社沖東交通（法人
番号6360001007044）
代表者東江一成

沖縄県中頭郡西原町字
小橋川90番地1号

万座営業所
沖縄県国頭郡恩
納村瀬良垣1730
番地

輸送施設の停止（100
日車）、文書警告

道路運送法第27条第
3項

平成31年2月26日、労働局からの通知書を端緒に監査実施。5件の違反
が認められた。（1）疾病、疲労等のおそれのある乗務（旅客自動車運
送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第21条第5項)、（2）点呼の実施
義務違反（運輸規則第24条第1項、2項）、（3）点呼記録の記載事項不
備（運輸規則第24条第5項）、（4）点呼記録の不実記載（運輸規則第
24条第5項）、（5）運賃届出、運賃変更届出違反（特定地域及び準特
定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適性化及び活性化に関
する特別措置法第16条の4第1項）

13 10

タクシー 2019 7 8

株式会社伊江島交通（法
人番号
9360001012603）代表
者仲宗根清夫

沖縄県国頭郡伊江村字
東江前460-5

本社営業所
沖縄県国頭郡伊
江村字東江前
460-5

輸送施設の停止（40
日車）、文書警告

道路運送法第27条第
3項

平成31年1月22日、長期間監査を実施していないことを端緒に監査実
施。8件の違反が認められた。（1）疾病、疲労等のおそれのある乗務
（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則）第21条第5項)、
（2）点呼の実施義務違反（運輸規則24条第1項、2項）、（3）乗務員
台帳の作成義務違反（運輸規則第37条第1項）、（4）運転者に対する
指導監督義務違反（運輸規則第38条第1項）、（5）高齢運転者に対す
る特別な指導の実施義務違反（運輸規則第38条第2項第4号）、（6）指
導主任者選任の届出義務違反（運輸規則第68条第1項第3号）、(7）指
導主任者退任の届出義務違反（運輸規則第68条第1項第4号)、(8)営業
報告書の報告義務違反（道路運送法第94条第1項）、（9）役員の変更
届出義務違反（道路運送法施行規則第66条第1項第8号）

4 4

乗合バス 2019 7 8
豊鉄バス株式会社（法人
番号6180301008850）
代表者小笠原敏彦

愛知県豊橋市上田町字
新津田３８番地

渥美
愛知県田原市保
美町仲屋敷２５
番地の１

輸送施設の使用停止
（１０日車）及び文
書警告

道路運送法第２７条
第３項

平成３１年２月１９日、監査方針に基づいて監査実施。２件の違反が
認められた。（１）運行管理者に対する指導監督違反（旅客自動車運
送事業者運輸規則（以下「運輸規則」）第４８条の３）、（２）点呼
の実施義務違反（運輸規則第２４条第１項及び第２項）

3 1

乗合バス 2019 7 8

株式会社琉球バス交通
（法人番号
4360001005578） 代
表者小川吾吉

沖縄県豊見城市翁長811
豊崎営業所
（現：豊見
城営業所）

沖縄県豊見城市
翁長811

輸送施設の停止(10日
車)、文書警告

道路運送法第27条第
3項

平成30年12月4日、労働局からの通知を端緒に監査を実施。3件の違反
が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸
規則(以下「運輸規則」)第21条第1項)、(2)疾病、疲労等のおそれのあ
る乗務(運輸規則第21条第5項)、(3)運転者に対する指導及び監督に係る
記録の記載事項等の不備(運輸規則第38条第1項）

1 1



貸切バス 2019 7 8
有限会社夢ツアーズ(法
人番号3140002022686)
代表者籾井博員

兵庫県三木市口吉川町
殿畑23-2

本社
兵庫県三木市口
吉川町殿畑23番
地の2

輸送施設の使用停止
(110日車)

道路運送法第27条第
3項

平成31年2月20日及び同年3月18日、近畿貸切バス適正化センターから
の通報を端緒に監査を実施。11件の違反が認められた。(1)運送引受書
の記載事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、「運輸規
則」)第7条の2第1項)、(2)健康状態の把握義務違反(運輸規則第21条第5
項)、(3)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(4)運行指示
書の記載事項義務違反(運輸規則第28条の2第1項)、(5)乗務員台帳の記
載事項義務違反(運輸規則第37条第1項)、(6)運転者に対する指導監督の
記録事項義務違反(運輸規則第38条第1項)、(7)運転者に対する適性診断
受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(8)定期点検整備の実施義務違反
(運輸規則第45条、道路運送車両法第48条)、(9)輸送の安全にかかわる
情報の公表義務違反(道路運送法(以下、「運送法」)第29条の3)、(10)
事業報告書の報告義務違反(運送法第94条第1項)、(11)36協定届出違反
(労働基準法第36条)

11 11

貨物 2019 7 9

有限会社山城陸送（法人
番号６２３０００２０１
４５０７） 代表者山城
マルコス

富山県射水市小杉白石
８８

本社営業所
富山県射水市小
杉白石字南野８
６－１

輸送施設の使用停止
（１４５日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項及
び同法第１７条第４
項

平成３０年６月２８日、監査実施。９件の違反が認められた。（１）
乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条
第４項）（２）点呼の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
７条第１項～第３項）（３）乗務等の記録違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第８条）（４）運行記録計による記録違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第９条）（５）運行指示書（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第９条の３第１項）（６）指導監督告示による運転者
に対する指導及び監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０
条第１項）（７）無車検運行（道路運送車両法第５８条第１項）
（８）定期点検整備等の未実施（道路運送車両法第４８条）

28 15

貨物 2019 7 9
有限会社ミタカ（法人番
号3060002008685）代
表者南木良雄

栃木県宇都宮市白沢町
５７２－５

本社
栃木県宇都宮市
白沢町５７２－
５

輸送施設の使用停止
（200日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第8条
第1項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平成30年10
月11日及び同年11月29日、監査を実施。10件の違反が認められた。
（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
3条第4項）、（2）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第7条）、（3）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第8条第1項）、（4）乗務等の記録の改ざん・不実記載
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（5）運行記録
計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、
（6）運行記録計による記録の改ざん・不実記録違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第9条）、（7）運転者に対する指導監督違反等（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（8）整備管理者の研
修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第15条）、（9）事
業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、（10）
事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）

20 20

貨物 2019 7 9
清広運輸有限会社（法人
番号8050002006834）
代表者佐藤廣紀

茨城県那珂市後台２０
２７－３

本社
茨城県那珂市後
台２０２７－３

輸送施設の使用停止
（110日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

行政処分等を受けたにもかかわらず改善が認められないことを端緒と
して、平成30年11月30日、監査を実施。8件の違反が認められた。
（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
3条第4項）、（2）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第6項）、（3）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第7条）、（4）運行記録計による記録義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（5）運転者に対する指導監
督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（6）高
齢運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
10条第2項）、（7）高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（8）報告義務違反（貨
物自動車運送事業報告規則第2条）

17 11

貨物 2019 7 9
仲商運輸株式会社（法人
番号7030001104617）
代表者野中紀彦

埼玉県さいたま市岩槻
区大字南下新井８１４
－３

本社
埼玉県さいたま
市岩槻区諏訪２
－５－７

輸送施設の使用停止
（130日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年12月19日及び平
成31年1月23日、監査を実施。13件の違反が認められた。（1）疾病の
おそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、
（2）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条）、（3）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第8条第1項）、（4）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第9条）、（5）運転者に対する指導監督違反等
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（6）定期点検整
備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条）、（7）運行
管理者に対する指導及び監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第22条）、（8）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第23条第1項）、（9）運行管理補助者の要件違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項）、（10）事業計画の変更認
可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、（11）事業計画事前届
出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）、（12）事業計画事後届
出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）、（13）報告義務違反
（貨物自動車運送事業報告規則第2条）

13 13

貨物 2019 7 9 相原誠司
埼玉県深谷市岡２６１
３－１

本店
埼玉県深谷市岡
２６１３－１

輸送施設の使用停止
（190日車）、輸送の
安全確保命令

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第5項

救護措置義務違反があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平
成30年12月12日、監査を実施。8件の違反が認められた。（1）乗務時
間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4
項）、（2）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第7条）、（3）点呼の記録の改ざん・不実記載違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第7条第5項）、（4）乗務等の記録義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（5）乗務等の記録の改ざ
ん・不実記載違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、
（6）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第9条）、（7）運行記録計による記録の改ざん・不実記録違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（8）運転者に対する指導監
督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

19 19

貨物 2019 7 9

越秀運輸倉庫株式会社
（法人番号
1180001025382）代表
取締役桑山真一郎

愛知県名古屋市西区上
名古屋１丁目１４－２

本社
愛知県名古屋市
西区上名古屋１
丁目１４－２

文書警告
貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第４項

令和元年５月２０日、監査方針に基づいて監査実施。５件の違反が認
められた。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則（以下「安全規則」）第７条第１項及び第２項）、（２）点呼の
記録記載不備（安全規則第７条第５項）、（３）運転者に対する指導
監督違反（安全規則第１０条第１項）、（４）特定の運転者に対する
指導監督違反（安全規則第１０条第２項）、（５）特定の運転者に対
する適性診断受診義務違反（安全規則第１０条第２項）

0 0

貨物 2019 7 9

株式会社TKコーポレー
ション（法人番号
8130001047185）代表
者沢田敏宣

京都府京都市山科区勧
修寺瀬戸河原町１１６
番地

本社

京都府京都市山
科区勧修寺瀬戸
河原町１１６番
地

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条３項

平成３１年４月２５日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。
１件の違反が認められた。（１）過積載運送（貨物自動車運送事業法
第１７条第３項）

1 1

貨物 2019 7 9
有限会社沢井建設（法人
番号5130002029292）
代表者澤井裕治

京都府亀岡市千代川町
高野林西田２０番４７

本社
京都府亀岡市千
代川町高野林西
田２０番４７

輸送施設の使用停止
（４０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条３項

令和元年５月１３日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。１
件の違反が認められた。（１）過積載運送（貨物自動車運送事業法第
１７条第３項）

6 4



貨物 2019 7 9
上脇勝也（法人番号な
し）代表者上脇勝也

奈良県奈良市恋の窪２
丁目５ー２１－２

本店
奈良県奈良市恋
の窪２丁目５ー
２１－２

輸送施設の使用停止
（５５日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条４項

平成３０年１０月９日及び同年１１月５日、関係機関からの情報を端
緒に監査を実施。７件の違反が認められた。（１）事業計画変更認可
違反（自動車車庫の位置）（貨物自動車運送事業法第９条第１項）、
（２）乗務時間等の告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第３条第４項）、（３）健康状態の把握義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第３条第６項）、（４）点呼の実施義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第７条）、（５）点呼の記録事項義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第５項）、（６）乗務等
の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第８条）、（７）
定期点検整備の実施違反（３ヶ月点検）（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第１３条、道路運送車両法第４８条）

6 6

貨物 2019 7 9
岡井重機株式会社（法人
番号8140001091018）
代表者岡井昭徳

兵庫県丹波市氷上町石
生２５９０

本社
兵庫県丹波市氷
上町石生２５９
０

輸送施設の使用停止
（５０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条１項

平成３０年６月１４日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実
施。５件の違反が認められた。（１）乗務時間等の告示の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第４項）、（２）健康状態
の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第６項）、
（３）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７
条）、（４）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第８条）、（５）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第１０条第１項）

5 5

貨物 2019 7 9

有限会社セイカ運輸（法
人番号１２５０００２０
１４８８９）代表者田中
義隆

山口県周南市鼓海１丁
目３２４－１８

本社営業所
山口県周南市鼓
海１丁目３２４
－１８

輸送施設の使用停止
（３０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項及
び第４項

公安委員会からの通報を端緒として、平成３０年７月１７日及び同年
８月２０日に監査を実施。８件の違反が認められた。（１）乗務時間
等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下安全規
則）第３条第４項）（２）点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１
項、第２項及び第３項）（３）乗務等の記録事項義務違反（安全規則
第８条第１項）（４）運行指示書の作成義務違反（安全規則第９条の
３第１項）（５）運転者台帳の記載事項義務違反（安全規則第９条の
５第１項）（６）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第１０
条第１項）（７）運転者に対する指導監督の記録義務違反（安全規則
第１０条第１項）（８）運転者に対する指導監督の記録事項義務違反
（安全規則第１０条第１項）

3 3

貨物 2019 7 9

株式会社サカイ引越セン
ター（法人番号
6120101002720） 代
表者田島哲康

大阪府堺市堺区石津北
町56

宮崎支社
宮崎県宮崎市
花ヶ島町立毛
1077-1

文書警告
貨物自動車運送事業
法第18条第3項

令和1年6月20日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)運行管理者
の選任(解任)未届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条)

0 0

タクシー 2019 7 9
平和交通株式会社（法人
番号9020001028773）
代表者 新井 忠男

神奈川県横浜市中区太
田町３－３３

向町営業所
神奈川県川崎市
川崎区渡田向町
１－１１

文書警告 運送法第27条第3項

令和元年5月8日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実施。2件
の違反が認められた。(1)新任運転者に対する指導､監督義務違反(運輸
規則第36条第2項)､(2)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38
条第1項)

0 0

タクシー 2019 7 9
株式会社オアシス(法人
番号9120001187881)代
表者小濱由喜子

大阪府門真市四宮3丁目
1番33号

本社
大阪府門真市四
宮3丁目1番33号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法108条の34の規定に基づく通知件数（駐停
車違反）が過去一年以内に3件に達した。(1)運転者の指導監督義務違反
(旅客自動車運送事業運輸規則第38条1項）

0 0

乗合バス 2019 7 9

アルピコ交通東京株式会
社（法人番号：
5011401018526） 代
表者 矢島徳彦

東京都板橋区東坂下2-
17-7

本社営業所
東京都板橋区東
坂下2-17-7

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第1
項

平成30年10月25日及び平成30年10月29日他、長期間監査未実施等であ
ることを端緒に監査を実施。3件の違反が認められた。(1)乗務時間等告
示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第21条第1
項)､(2)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)､(3)運転者に対
する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)

0 0

貸切バス 2019 7 9

中日臨海バス株式会社
（法人番号：
3190001015554） 代
表者 森川大興

三重県四日市市海山道
町3-80

厚木海老名
営業所

神奈川県海老名
市社家984-2

文書警告
道路運送法第94条第
1項

令和元年5月15日、定期的な監査を実施。1件の違反が認められた。(1)
報告義務違反(道路運送法第94条第1項)

0 0

貸切バス 2019 7 9
椿バス株式会社（法人番
号：8030001086251）
代表者 安野昌子

埼玉県深谷市原郷2151-
34

本社営業所
埼玉県深谷市原
郷2151-34

文書警告（処分日車
数20日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
（6）による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第24条第5
項

令和元年5月27日、定期的な監査を実施。2件の違反が認められた。(1)
点呼の記録事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規
則｣)第24条第5項)､(2)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38
条第1項)

2 2

貸切バス 2019 7 9

株式会社コスモスバス
（法人番号：
1040001017303） 代
表者 米井文学

千葉県船橋市小室町
3006

本社営業所
千葉県印西市武
西1238-4

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第24条第5
項

平成31年2月5日及び平成31年2月13日、法令違反の疑いがあることを
端緒に監査を実施。4件の違反が認められた。(1)点呼の記録事項義務違
反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第24条第5項)､(2)乗
務等の記録の記載事項不備(運輸規則第25条第2項)､(3)運行指示書の記
載事項不備(運輸規則第28条の2第1項)､(4)運転者に対する指導監督義務
違反(運輸規則第38条第1項)

0 0

貸切バス 2019 7 9

中山観光自動車株式会社
（法人番号：
5050001014469） 代
表者 中山茂

茨城県坂東市辺田1521-
11

本社営業所
茨城県坂東市長
谷字上神場734-
11

輸送施設の使用停止
（80日車）

道路運送法第9条の2
第1項

平成30年12月11日及び平成30年12月14日、定期的な監査を実施。5件
の違反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条
の2第1項)､(2)乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則
(以下｢運輸規則｣)第21条第1項)､(3)点呼の記録事項義務違反(運輸規則
第24条第5項)､(4)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条
第1項)､(5)定期点検整備等の未実施(運輸規則第45条)

8 8

貸切バス 2019 7 9

ニュー恒容交通株式会社
（法人番号
9040001046468)代表者
錢子畏

東京都大田区中央1－11
－17

大阪営業所
大阪府泉南市樽
井3丁目39－3

文書警告（処分日車
数40日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
（6）による）

道路運送法第27条第
3項

令和元年6月5日、法令違反の疑いを端緒に監査を実施。2件の違反が認
められた。（1）事業計画の変更認可違反（道路運送法第15条第1
項）、（2）運行指示書の記載事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸
規則第28条の2第1項）

35 4

貨物 2019 7 10
株式会社東和（法人番号
4130001036828）代表
者杉本哲也

京都府木津川市山城町
大字上狛小字東下１７
－６

本社

京都府木津川市
山城町上狛四丁
町１番地１４、
鶴白４番地１１

輸送施設の使用停止
（２０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条１項

平成３０年１０月２６日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実
施。４件の違反が認められた。（１）乗務時間等の告示の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第４項）、（２）点呼の記
録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第５項）、
（３）点呼の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
７条第５項）、（４）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第１０条第１項）

2 2

貨物 2019 7 10
有限会社澤村興業（法人
番号3122002011225）
代表者中条一樹

大阪府大東市灰塚５－
１－４５

本社
大阪府大東市灰
塚５－１－４５
号

輸送施設の使用停止
（２０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条４項

平成３０年１０月３０日、労働局からの通報を端緒に監査を実施。３
件の違反が認められた。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第７条）、（２）点呼の記録事項義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第７条第５項）、（３）乗務等の記録事項
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第８条）

2 2

貨物 2019 7 10

株式会社ネストロジス
ティクス（法人番号３２
４０００１００８７０
１）代表者迫慎二

広島県広島市東区馬木
７丁目１９８４

出島営業所
広島県広島市南
区出島２丁目１
３－６

文書警告
貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

過去１年以内における当該営業所に係る駐停車違反件数が３件に達し
たことを端緒として、令和元年７月１０日に監査を実施。１件の違反
が認められた。（１）運転者に対する指導監督義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第１０条第１項）

0 0



貨物 2019 7 10
有限会社好川商運（法人
番号3470002017182)代
表者好川政洋

香川県観音寺市柞田町
乙１６３６

本社営業所
香川県観音寺市
柞田町乙１６３
６

輸送施設の使用停止
（９０日車)及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項、第
4項

平成３１年１月９日、公安委員会からの通報を端緒として監査を実施
したところ、１１件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関す
る措置が不適切であり、所定の拘束時間及び休日労働の限度を超え、
また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があっ
たこと（安全規則第3条第4項）、(2)運転者の過労防止に関する措置が
不適切であり、１箇月の拘束時間及び休日労働の限度を超えて乗務し
ていた者があったこと（安全規則第3条第4項）、(3)運転者の過労防止
に関する措置が不適切であり、運転者が一の運行における最初の勤務
を開始してから最後の勤務を終了するまでの時間が144時間を超えてい
た者がいたこと（安全規則第3条第4項）、(4)運転者に対する点呼が確
実になされていなかったこと（安全規則第7条第1項、第2項、第3
項）、(5)運転者の乗務について定められた事項の記録が不適切であっ
たこと（安全規則第8条）、(6)運行指示書を作成していなかったこと
（安全規則第9条の3第1項、第2項、第3項）、(7)運行指示書に記載す
べき事項が不適切であったこと（安全規則第9条の3第1項、第2項、第3
項）、(8)運転者台帳について定められた事項の記録が不適切であった
こと（安全規則第9条の5第1項）、(9)事業用自動車の運行の安全を確
保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと
（安全規則第10条第1項）、(10)事業用自動車の運行の安全を確保する
ために必要な運転者に対する指導監督の記録が確実になされていな
かったこと（安全規則第10条第1項）、(11)新たに雇い入れした運転者
及び高齢運転者に対して事業用自動車の運行の安全を確保するために

9 9

貨物 2019 7 10
富士運送株式会社(法人
番号9340001003711)
代表者黒木一正

鹿児島県鹿児島市東開
町10-3

姶良営業所
鹿児島県姶良市
平松3417-5

輸送施設の使用停止
(70日車)、文書警告

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第17
条第1項、法第17条
第4項

平成31年3月7日、監査実施。8件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規
則」)第3条第4項)、(2)疾病、疲労等のおそれのある乗務(安全規則第3
条第6項)、(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(4)点呼の記録事
項義務違反(安全規則第7条第5項)、(5)運転者台帳の記載事項義務違反
(安全規則第9条の5第1項)、(6)運転者に対する指導監督違反(安全規則
第10条第1項)、(7)特定運転者に対する特別な指導監督違反(安全規則第
10条第2項)、(8)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第
10条第2項)

7 7

貸切バス 2019 7 10

株式会社悠観光バス（法
人番号３４５０００１０
０４８４４） 代表者横
山悠紀雄

北海道雨竜郡秩父別町
２１０６番地の１４

本社営業所
北海道雨竜郡秩
父別町２１０６
番地の１４

許可の取消し
道路運送法第２７条
第４項

当該事業者に対し、平成３１年１月２３日及び同年３月４日に実施し
た監査において、道路運送法等関係法令に違反する事項が確認された
ことから、当該事項の是正を指示し、同年４月３日、是正状況を確認
するための指摘事項確認監査を実施したところ、是正措置が講じられ
ていないことが確認された。このため、輸送の安全確保命令の発動並
びに是正指示書により事業の改善状況の報告を命じたにもかかわら
ず、当該命令に基づく事業の改善状況を確認するために実施した監査
においても、なお、是正措置が講じられていないことが確認されたこ
とから、「一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準
について」（平成２８年１１月２２日付け北海道運輸局長公示）５．
（１）④ホ及び⑥に定めるところにより、一般貸切旅客自動車運送事
業の許可を取り消したもの。

－ －

貨物 2019 7 11

有限会社杉本運送（法人
番号４１１０００２０１
９８１７） 代表者杉本
大祐

新潟県燕市五千石２７
８８－１

本社営業所
新潟県燕市五千
石２７９４－３
－２

文書警告
貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

令和元年６月２５日、監査実施。１件の違反が認められた。（１）点
呼の記録違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第５項）

0 0

貨物 2019 7 11
株式会社東伸（法人番号
1120901032632）代表
者山地伸作

大阪府摂津市鳥飼上５
丁目５番３号

本社
大阪府摂津市鳥
飼上５丁目５番
３号

輸送施設の使用停止
（１３５日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条４項

平成３０年８月２日及び同年８月３０日、公安委員会からの通報を端
緒に監査を実施。１６件の違反が認められた。（１）事業計画変更認
可違反（営業所の位置）（貨物自動車運送事業法第９条第１項）、
（２）事業計画変更認可違反（自動車車庫の位置）（貨物自動車運送
事業法第９条第１項）、（３）事業計画変更認可違反（休憩・睡眠施
設の位置）（貨物自動車運送事業法第９条第１項）、（４）事業計画
変更事後届出違反（営業所位置）（貨物自動車運送事業法第９条第３
項）、（５）乗務時間等の告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第３条第４項）、（６）健康状態の把握義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第３条第６項）、（７）点呼の実施義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条）、（８）点呼の記録義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第５項）、（９）点呼
記録の改ざん・不実記載（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第
５項）、（１０）運転者台帳の記載事項義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第９条の５第１項）、（１１）運転者に対する指導監
督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第１項）、（１
２）運転者に対する指導監督の記録違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第１０条第１項）、（１３）初任運転者及び高齢運転者に対す
る適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条
第２項）、（１４）定期点検整備の実施違反（３ヶ月点検）（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第１３条、道路運送車両法第４８条）、
（１５）運行管理規程制定違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第

14 14

乗合バス 2019 7 11
淡路交通株式会社(法人
番号2140001084547)代
表者加藤友彦

兵庫県洲本市栄町1丁目
2番地9号

洲本
兵庫県洲本市栄
町1丁目2番地5号

輸送施設の使用停止
（２０日車）

道路運送法第15条第
1項

令和元年5月13日、近畿運輸局において苦情を端緒に調査を実施。1件
の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(道路運送法第15条第
1項)

2 2

貸切バス 2019 7 11

有限会社メイプル交通法
人番号（２２４０００２
０５４４４８）代表者吉
田求

広島県三原市大和町大
字大草６１５４

本社
広島県三原市大
和町大字大草６
１５４

輸送の安全確保命令
道路運送法第２３条
第１項、第３項及び
第２７条第３項

継続監視の監査対象として、令和元年６月１２日、同年６月２４日及
び同年７月１１日に監査を実施。５件の違反が認められた。（１）運
行管理者の解任未届出違反（道路運送法第２３条第３項）（２）特定
の運転者に対する指導監督義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則
（以下運輸規則）第３８条第２項）（３）特定の運転者に対する適性
診断受診義務違反（運輸規則第３８条第２項）（４）選任運行管理者
数の不足（運輸規則第４７条の９第１項）（５）運行管理者の講習受
講義務違反（運輸規則第４８条の４第１項）

0 0

貸切バス 2019 7 11

有限会社ひまわり観光
（法人番号
3290802017581) 代表
者白橋寿博

福岡県中間市岩瀬1-29-
1

本社営業所
福岡県中間市岩
瀬1-29-1

輸送施設の使用停止
(100日車)、文書警告

道路運送法第27条第
3項

平成31年3月13日、監査実施。10件の違反が認められた。(1)疾病、疲
労等のおそれのある乗務（旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規
則｣)第21条第5項）､(2)乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第37
条第1項）､(3)運行管理規程の制定義務違反（運輸規則第48条の2）､(4)
運転者に対する指導監督違反（運輸規則第38条第1項）､(5)運転者に対
する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反（運輸規則第38条第1
項)､(6)運転者に対する指導監督の記載事項義務違反（運輸規則第38条
第1項）､(7)特定運転者に対する特別な指導監督違反（運輸規則第38条
第2項）､(8)特定運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第38
条第2項）､(9)運行指示書の記載事項義務違反（運輸規則第28条の2第1
項）､(10)運送引受書の記載事項不備違反（運輸規則第7条の2第1項）

10 10

貸切バス 2019 7 11 長崎県交通局
長崎県長崎市八千代町
3-1

長崎営業所
長崎県長崎市八
千代町3-1

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和1年5月29日、監査実施。3件の違反が認められた。(1)点呼の記録
事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第24条第
5項）､(2)乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条第1項）､(3)
運転者に対する指導監督違反（運輸規則第38条第1項）

0 0



貨物 2019 7 12

文珠運送株式会社（法人
番号5210001004115）
代表取締役澤井幹恵、澤
井豊治

 福井県福井市岩倉町第
７号１０番地の１

本社
福井県福井市岩
倉町７字金串１
０番地の２、３

輸送施設の使用停止
（４０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項

平成３０年１０月３日、監査方針に基づいて監査実施。４件の違反が
認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、（２）点呼の
実施義務違反（安全規則第７条第１項及び第２項）、（３）点呼の記
録記載不備（安全規則第７条第５項）、（４）報告義務違反（法第６
０条第１項）

4 4

タクシー 2019 7 12

有限会社湖城タクシー
（法人番号
2160002008131）代表
者谷川幸子

滋賀県彦根市後三条町
365番地4号

本店営業所
滋賀県彦根市後
三条町字松田365
番地4号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和元年5月28日、労働局からの通報を端緒に監査を実施。1件の違反
が認められた。（1）点呼の実施義務違反（旅客自動車運送事業運輸規
則第24条第1項、第2項）

0 0

タクシー 2019 7 12

株式会社たぬきタクシー
（法人番号
8160001018200）代表
者山﨑忠清

滋賀県甲賀市信楽町長
野1330番地2

本社
滋賀県甲賀市信
楽町長野1330番
地2

文書警告
道路運送法第27条第
3項

平成31年4月18日及び令和元年5月14日、長期未実施を端緒に監査を実
施。1件の違反が認められた。（1）健康状態の把握義務違反（旅客自
動車運送事業運輸規則第21条第5項）

0 0

貸切バス 2019 7 12

ダイコク観光バス株式会
社（法人番号６４３００
０１０３３２０７ ）
代表者後藤正和

北海道石狩市新港西１
丁目７６９番３

本社営業所
北海道石狩市新
港西１丁目７６
９番３

文書警告（処分日車
数10日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
（6）による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第３７条第
１項 他２件

令和元年６月２５日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を
端緒として監査を実施。３件の違反が認められた。（１）点呼の記載
事項不備（旅客自動車運送事業運輸規則第２４条第５項）、（２）乗
務員台帳の作成、備付け義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３
７条第１項）、（３）報告義務違反（道路運送法第９４条第１項）

1 1

貸切バス 2019 7 12
株式会社吉川交通（法人
番号2140001036837）
代表者武田茂雄

兵庫県三木市吉川町渡
瀬178番地1号

本社
兵庫県三木市吉
川町稲田字森の
西132－2

文書警告（処分日車
数50日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
（6）による）

道路運送法第27条第
3項

令和元年5月28日、法令違反の疑いを端緒に監査を実施。2件の違反が
認められた。（1）損害賠償責任保険締結義務違反（旅客自動車運送事
業運輸規則(以下、「運輸規則」)第19条の2)、（2）運転者に対する適
性診断受診義務違反（運輸規則第38条第2項）

15 5

貸切バス 2019 7 12
有限会社野間観光(法人
番号8140002061936)代
表者門脇敏一

兵庫県多可郡多可町八
千代区中野間329番地の
1

本社営業所
兵庫県多可郡多
可町八千代区下
野間780番地の1

輸送施設の使用停止
(60日車)

道路運送法第27条第
3項

平成31年2月27日及び同年3月19日、法令違反の疑いを端緒に監査を実
施。6件の違反が認められた。(1)点呼の記録事項義務違反（旅客自動車
運送事業運輸規則(以下、「運輸規則」)第24条第5項)、(2)乗務等の記
録事項義務違反(運輸規則第25条第1項、第2項、第4項)、(3)日雇い運転
者等の選任禁止違反(運輸規則第36条第1項)、(4)乗務員台帳の記載事項
義務違反(運輸規則第37条第1項)、(5)整備管理者の研修受講義務違反
(運輸規則第46条)、(6)運行管理者の講習(一般講習)受講義務違反(運輸
規則第48条の4第1項)

48 6

貨物 2019 7 16

東和運輸倉庫株式会社
（法人番号
3080401003541）代表
取締役安藤通啓

静岡県浜松市南区新橋
町１９３０－１

本社
静岡県浜松市南
区新橋町１９３
０－１

輸送施設の使用停止
（２０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項

平成３１年４月１５日、監査方針に基づいて監査実施。５件の違反が
認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、（２）点呼の
実施義務違反（安全規則第７条第１項及び第２項）、（３）点呼の実
施不適切（安全規則第７条第１項及び第２項）、（４）点呼の記録記
載不備（安全規則第７条第５項）、（５）運転者に対する指導監督違
反（安全規則第１０条第１項）

2 2

貨物 2019 7 16

株式会社関西物流システ
ム（法人番号
2120001166875）代表
者長谷章

大阪府大阪市住之江区
北加賀屋３丁目２番１
号

滋賀
滋賀県草津市平
井１丁目１２－
１２－１０１

輸送施設の使用停止
（１４０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条１項

平成３０年９月１１日及び同年１０月４日、関係機関からの情報を端
緒に監査を実施。１１件の違反が認められた。（１）事業計画変更認
可違反（自動車車庫の位置）（貨物自動車運送事業法第９条第１
項）、（２）事業計画変更認可違反（休憩・睡眠施設の位置）（貨物
自動車運送事業法第９条第１項）、（３）事業計画変更事後届出違反
（営業所位置）（貨物自動車運送事業法第９条第３項）、（４）乗務
時間等の告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第
４項）、（５）健康状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第３条第６項）、（６）点呼の記録義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第７条第５項）、（７）乗務等の記録事項義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第８条）、（８）事故報告の記録
事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条の２）、
（９）運行指示書の作成義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第９条の３第１項）、（１０）運転者台帳の記載事項義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第９条の５第１項）、（１１）高齢運転
者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第１０条第２項）

14 14

貨物 2019 7 16
有限会社原田運輸（法人
番号6120102003800）
代表者原田容成

大阪府堺市堺区少林寺
町西４丁２番１５号

本社
大阪府堺市堺区
少林寺町西４丁
２番１５号

輸送施設の使用停止
（３０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条３項

平成３１年１月１７日、改善不履行を端緒に監査を実施。４件の違反
が認められた。（１）乗務時間等の告示の遵守違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第３条第４項）、（２）定期点検整備の実施違反
（３ヶ月点検）（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１３条、道路運
送車両法第４８条）、（３）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第２３条第１項）、（４）報告義務違反
（貨物自動車運送事業法第６０条第１項）

4 3

タクシー 2019 7 16

金沢交通株式会社（法人
番号９２２０００１００
２０３１） 代表者岸本
啓

石川県金沢市松村５－
６

本社営業所
石川県金沢市松
村５－６－２

輸送施設の使用停止
（１０日車）

道路運送法第２７条
第３項

平成３０年１１月１５日、監査実施。３件の違反が認められた。
（１）疾病、疲労等のおそれのある乗務（旅客自動車運送事業運輸規
則第２１条第５項）（２）点呼の記録義務違反（旅客自動車運送事業
運輸規則第２４条第５項）（３）運転者に対する指導監督告示による
運転者に対する特別な指導及び適性診断受診義務違反（旅客自動車運
送事業運輸規則第３８条第２項）

1 1

貨物 2019 7 17
優彩運輸株式会社（法人
番号6070001029935）
代表者木村裕志

群馬県伊勢崎市境伊与
久３１２９－２

本社
群馬県伊勢崎市
境伊与久３１２
９－２

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

酒気帯び運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平成30
年12月18日、監査を実施。7件の違反が認められた。（1）乗務時間等
告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、
（2）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条）、（3）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第8条第1項）、（4）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第10条第1項）、（5）初任運転者に対する指導監
督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（6）定期
点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条）、
（7）事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）

6 6

貨物 2019 7 17

山﨑貨物輸送有限会社
（法人番号
9013102007721）代表
者山﨑英一

東京都西多摩郡日の出
町大久野７１２３－４

本社
東京都西多摩郡
日の出町大久野
７１２３－４

輸送施設の使用停止
（100日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第13条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成31年1月21日、監査を
実施。6件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）点呼の実施義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（3）運行指示書によ
る作成義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3）、（4）
運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10
条第1項）、（5）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第13条）、（6）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則
第2条）

10 10



貨物 2019 7 17
有限会社平成運輸（法人
番号5030002121720）
代表者北貢

埼玉県秩父市大字寺尾
字上ノ台３３５

本社
埼玉県秩父市大
字寺尾字上ノ台
３３５

輸送施設の使用停止
（110日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

行政処分等を受けたにもかかわらず改善が認められないことを端緒と
して、平成30年10月24日及び同年12月17日、監査を実施。8件の違反
が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第4項）、（2）疾病のおそれのある乗務（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（3）点呼の実施義務違反等
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（4）乗務等の記録事項
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（5）運転
者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条
第1項）、（6）高齢運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第2項）、（7）高齢運転者に対する適性診断受
診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（8）
報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）

21 11

貨物 2019 7 17

有限会社北川ライン（法
人番号
5030002072988）代表
者北川正明

埼玉県川越市大字今福
６６９－９

本社
埼玉県川越市大
字今福６６９－
９

輸送施設の使用停止
（160日車）、輸送の
安全確保命令

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成31年1月16日、監査を
実施。12件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）疾病のおそれのあ
る乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（3）点呼の
実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（4）乗
務等の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1
項）、（5）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第8条第1項）、（6）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第9条）、（7）運行指示書による作成義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3）、（8）運転者に対する
指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、
（9）初任・高齢運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第2項）、（10）初任・高齢運転者に対する適性診断
受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、
（11）運行管理者に対する指導及び監督違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第22条）、（12）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第23条第1項）

16 16

貨物 2019 7 17

株式会社ジェイ・サポー
ト（法人番号
5011801017813）代表
者長谷川義弘

東京都足立区東綾瀬２
－１４－８

本社
東京都足立区東
綾瀬２－１４－
８

輸送施設の使用停止
（120日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年7月3日、同年11
月19日、同年12月10日及び平成31年1月10日、監査を実施。12件の違
反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第3条第4項）、（2）健康状態の把握義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（3）点呼の実施義務違反等
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（4）乗務等の記録事項
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（5）運行
記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9
条）、（6）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第1項）、（7）整備管理者の選任（解任）未届出違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条、道路運送車両法第52
条）、（8）運行管理者に対する指導及び監督違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第22条）、（9）運行管理者の講習受講義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項）、（10）運行管理者の選任
（解任）未届出違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条）、
（11）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1
項）、（12）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）

12 12

貨物 2019 7 17

中央梱包運輸株式会社
（法人番号
6011701005082）代表
者磯山喜一

東京都江戸川区平井２
－１７－９

本社
東京都葛飾区西
新小岩４－３５
－１９

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平成31年1月
18日及び同年2月12日、監査を実施。5件の違反が認められた。（1）乗
務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4
項）、（2）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第7条）、（3）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第1項）、（4）整備管理者の研修受講義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第15条）、（5）運行管理者の講習
受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項）

4 4

貨物 2019 7 17

株式会社ファインエナ
ジー（法人番号
1010001055413）代表
者喜多村仁

東京都中央区日本橋人
形町１－９－２

横浜
神奈川県横浜市
都筑区東方町１
６９８

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

死亡事故を引き起こしたことを端緒として平成31年1月17日、監査を実
施。6件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）点呼の実施義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（3）運転者に対する指
導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（4）
高齢運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第10条第2項）、（5）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（6）報告義務違反
（貨物自動車運送事業報告規則第2条）

3 3
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株式会社イーグルコーポ
レーション（法人番号
4030001051812）代表
者相崎哲弥

埼玉県北葛飾郡杉戸町
大字下高野３１３－１

本社
埼玉県北葛飾郡
杉戸町大字下高
野３１３－１

輸送施設の使用停止
（120日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第13条

法令違反の疑いがあることを端緒として、平成31年1月11日及び同年2
月6日、監査を実施。11件の違反が認められた。（1）疾病のおそれの
ある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（2）点呼
の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（3）運
行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9
条）、（4）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第1項）、（5）無車検運行（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第13条、道路運送車両法第58条第1項）、（6）運行管理者の講
習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項）、
（7）事故の未報告（貨物自動車運送事業法第24条、自動車事故報告規
則第3条第1項）、（8）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業
法第9条第1項）、（9）事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法
第9条第3項）、（10）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2
条）、（11）運賃及び料金の未届出（貨物自動車運送事業報告規則第2
条）

12 12

貨物 2019 7 17
有限会社タカノ（法人番
号6050002010796）代
表者髙野良彦

茨城県東茨城郡茨城町
下土師４７２－２

本社
茨城県東茨城郡
茨城町下土師４
７２－２

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平成31年1月
23日及び同年2月8日、監査を実施。4件の違反が認められた。（1）点
呼の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）、
（2）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第9条）、（3）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第1項）、（4）定期点検整備の実施違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第13条）

2 2



貨物 2019 7 17

株式会社アズシステム
（法人番号
2010001140825）代表
者東出浩一

神奈川県相模原市中央
区上溝４５００－５

本社
神奈川県相模原
市中央区上溝４
５００－５

輸送施設の使用停止
（170日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

過積載運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平成30年
12月20日及び平成31年1月21日、監査を実施。11件の違反が認められ
た。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第4項）、（2）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第6項）、（3）過積載運送（貨物自動車運送事業法
第17条第3項）、（4）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条）、（5）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第8条第1項）、（6）運行記録計による記録義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（7）運転者に対する
指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、
（8）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第2項）、（9）運行管理補助者の要件違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項）、（10）事業計画の変更認
可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、（11）事業計画事前届
出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）

17 17

貨物 2019 7 17
東亜商事株式会社（法人
番号3150001011945）
代表者福田善文

奈良県奈良市今市町６
０番地１

本社
奈良県奈良市今
市町６０番地１

輸送施設の使用停止
（２０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条４項

平成３０年１０月２２日、同年１１月２日及び同年１１月１３日、関
係機関からの情報を端緒に監査を実施。７件の違反が認められた。
（１）乗務時間等の告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第３条第４項）、（２）健康状態の把握義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第３条第６項）、（３）点呼の実施義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第７条）、（４）点呼の記録事項義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第５項）、（５）乗務等
の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第８条）、
（６）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第９条）、（７）運転者台帳の記載事項義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第９条の５第１項）

2 2

貨物 2019 7 17
河西運輸株式会社（法人
番号3170001000723）
代表者福地達明

和歌山県和歌山市梶取
２４５

本社
和歌山県和歌山
市梶取２４６－
１、２４５－２

輸送施設の使用停止
（２０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条４項

平成３０年１１月１９日、労働局からの通報を端緒に監査を実施。３
件の違反が認められた。（１）乗務時間等の告示の遵守違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第３条第４項）、（２）乗務等の記録事項
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第８条）、（３）運行記
録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条）

2 2

貨物 2019 7 17
松昇株式会社（法人番号
2120001158170）代表
者角本和子

大阪府門真市島頭３丁
目１１番１５号

本社
大阪府門真市島
頭３丁目１１番
１５号

輸送施設の使用停止
（３０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条１項

平成３０年１０月５日、死亡事故を引き起こしたことを端緒に監査を
実施。９件の違反が認められた。（１）乗務時間等の告示の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第４項）、（２）点呼の実
施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条）、（３）点呼
の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第５
項）、（４）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第８条）、（５）運転者台帳の作成義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第９条の５第１項）、（６）運転者に対する指導監
督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第１項）、（７）
初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第１０条第２項）、（８）運行管理者の講習受講義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第２３条第１項）、（９）運行管
理者補助者の要件違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１８条第
３項）

3 3

貨物 2019 7 17

株式会社ディスウェイ
（法人番号
7120101031834）代表
者中村仁昭

大阪府東大阪市水走１
－１２－３２

本社
大阪府東大阪市
水走１－１２－
３２

輸送施設の使用停止
（９０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条１項

平成３０年９月１９日及び同年１０月４日、労働局からの通報を端緒
に監査を実施。１１件の違反が認められた。（１）事業計画変更認可
違反（自動車車庫の位置）（貨物自動車運送事業法第９条第１項）、
（２）事業計画変更認可違反（休憩・睡眠施設の位置）（貨物自動車
運送事業法第９条第１項）、（３）事業計画変更事後届出違反（主た
る事務所の位置）（貨物自動車運送事業法第９条第３項）、（４）事
業計画変更事後届出違反（営業所位置）（貨物自動車運送事業法第９
条第３項）、（５）健康状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第３条第６項）、（６）点呼の実施義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第７条）、（７）点呼の記録事項義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第７条第５項）、（８）乗務等の記録
事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第８条）、（９）運
行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９
条）、（１０）運転者台帳の作成義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第９条の５第１項）、（１１）初任運転者及び高齢運転者に
対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１
０条第２項）

9 9

タクシー 2019 7 17

有限会社富士タクシー
（法人番号
1050002033430） 代
表者 菅井 澄夫

茨城県龍ケ崎市字砂町
２８００－２

本社営業所

茨城県龍ケ崎市
字砂町２８００
－１、２８００
－２

輸送施設の使用停止
（133日車）及び輸送
の安全確保命令

運送法第23条第3
項、運送法第27条第
3項、車両法48条、
車両法52条

平成30年12月3日、法令違反の疑いがあることを端緒として監査を実
施。11件の違反が認められた。(1)運行管理者の解任届出違反(運送法第
23条第3項)､(2)乗務時間等の基準の遵守違反(運輸規則第21条第1項)､
(3)健康状態の把握義務違反(運輸規則第21条第5項)､(4)点呼の実施義務
違反(運輸規則第24条)､(5)乗務記録の記録事項の不備(運輸規則第25条
第3項)､(6)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､
(7)高齢運転者に対する告示で定める特別な指導義務違反(運輸規則第38
条第2項)､(8)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38
条第2項)､(9)定期点検整備の未実施(車両法第48条)､(10)整備管理者の
選任の未届出(車両法第52条)､(11)運行管理者の講習受講義務違反(運輸
規則第48条の4第1項)

14 14

タクシー 2019 7 17

中川タクシー株式会社
（法人番号
2180001020341） 代
表者石川優

愛知県名古屋市中川区
八熊通５丁目４６番地

蟹江
愛知県海部郡蟹
江町錦一丁目３
７－２

輸送施設の使用停止
（１０日車）及び文
書警告

道路運送法第２７条
第３項

平成３１年４月１９日、監査方針に基づいて監査実施。２件が認めら
れた。（１）運転者に対する指導監督違反（旅客自動車運送事業運輸
規則（以下「運輸規則」）第３８条第１項）、（２）運転者に対する
指導監督の記録違反（運輸規則第３８条第１項）

2 1

乗合バス 2019 7 17

西武バス株式会社（法人
番号：
6013301006270） 代
表者 渡邊一洋

東京都豊島区南池袋1-
16-15

上石神井営
業所

東京都練馬区石
神井台6-16-1

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

平成31年4月19日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。1
件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動
車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

乗合バス 2019 7 17

いわくにバス株式会社
（法人番号７２５０００
１０１２２９３）代表者
上田純史

山口県岩国市日の出町
３－１０

本社営業所
山口県岩国市日
の出町３－１０

輸送施設の使用停止
（２０日車）及び文
書警告

道路運送法第２７条
第３項

情報提供を端緒として、平成３０年１２月１８日及び平成３１年２月
４日に監査を実施。２件の違反が認められた。（１）乗務時間等告示
の遵守違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下運輸規則）第２１条
第１項）（２）乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第２５条第１
項）

5 2

貸切バス 2019 7 17

Ｄ・Ｙ ＥＸＰＲＥＳＳ
株式会社（法人番号：
5040001063153） 代
表者 山下大介

千葉県山武郡芝山町岩
山205-2

東京営業所
東京都江東区新
木場3-6-19

輸送施設の使用停止
（100日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第5
項

平成30年11月16日及び平成30年11月28日、区域拡大を行ったことを端
緒に監査を実施。3件の違反が認められた。(1)疾病のおそれのある乗務
(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第21条第5項)､(2)点呼
の記録事項等義務違反(運輸規則第24条第5項)､(3)運転者に対する指導
監督義務違反(運輸規則第38条第1項)

15 10
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有限会社ストロングワー
ク（法人番号：
2012402011514） 代
表者 三坂真壽美

東京都調布市菊野台2-
35-26

本社営業所
東京都調布市菊
野台2-35-26-208

輸送施設の使用停止
（305日車）

道路運送法第25条

平成30年12月18日及び平成30年12月27日、定期的な監査を実施。10件
の違反が認められた。(1)事業計画の事前変更届出違反(道路運送法(以
下｢運送法｣)第15条第3項)､(2)運行管理補助者の解任届出違反(運送法第
23条第3項)､(3)運転者の制限違反(運送法第25条)､(4)乗務時間等告示の
遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第21条第1項)､
(5)疾病のおそれのある乗務(運輸規則第21条第5項)､(6)点呼の実施等義
務違反(運輸規則第24条)､(7)運行記録計による記録義務違反(運輸規則
第26条第1項)､(8)運行指示書の記載事項不備(運輸規則第28条の2第1
項)､(9)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(10)
定期点検整備等の未実施(運輸規則第45条)

31 31
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株式会社鈴木商事（法人
番号：
8020001054044） 代
表者 鈴木秀明

神奈川県横浜市栄区飯
島町1895

本社営業所
神奈川県横浜市
栄区飯島町1895

輸送施設の使用停止
（100日車）

道路運送法第9条の2
第1項

平成31年1月15日、定期的な監査を実施。3件の違反が認められた。(1)
運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2第1項)､(2)運送引受書
の記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第7条
の2第1項)､(3)初任運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条
第2項)

17 17

貸切バス 2019 7 17

市原中央観光株式会社
（法人番号：
1040001054791） 代
表者 齊田孝

千葉県市原市馬立1938-
2

本社営業所
千葉県市原市馬
立1938-2

輸送施設の使用停止
（60日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第2
項

平成30年11月13日及び平成30年11月19日、定期的な監査を実施。8件
の違反が認められた。(1)運行管理補助者の選任届出違反(道路運送法第
23条第3項)､(2)運送引受書の記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸
規則(以下｢運輸規則｣)第7条の2第1項)､(3)乗務時間等告示の遵守違反
(運輸規則第21条第1項)､(4)点呼の実施等義務違反(運輸規則第24条)､
(5)乗務等の記録の記載事項不備(運輸規則第25条第2項)､(6)運転者に対
する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)､(7)高齢運転者に対す
る特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､(8)高齢運転者に対する
適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)

6 6
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秀和観光有限会社（法人
番号：
8040002081201） 代
表者 大和久真也

千葉県茂原市長尾467-2 本社営業所
千葉県茂原市長
尾467-2

輸送施設の使用停止
（60日車）

道路運送法第20条

平成30年11月21日、定期的な監査を実施。4件の違反が認められた。
(1)営業区域外旅客運送(道路運送法第20条)､(2)疾病のおそれのある乗
務(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第21条第5項)､(3)乗
務等の記録の記載事項不備(運輸規則第25条第2項)､(4)運行指示書の記
載事項不備(運輸規則第28条の2第1項)

6 6
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株式会社悠遊（法人番
号：5040001095493）
代表者 謝明華

千葉県市原市深城308-1 本社営業所

千葉県市原市椎
の木台2-20-4シ
ティハイムパー
クサイドＢ棟102

輸送施設の使用停止
（80日車）

道路運送法第9条の2
第1項

平成30年11月27日、新規許可を受けたことを端緒に監査を実施。6件の
違反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法(以下｢運
送法｣)第9条の2第1項)､(2)乗務等の記録の記載事項不備(旅客自動車運
送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第25条第2項)､(3)運行指示書の記載事
項不備(運輸規則第28条の2第1項)､(4)運転者に対する指導監督等義務違
反(運輸規則第38条第1項)､(5)初任運転者に対する適性診断受診義務違
反(運輸規則第38条第2項)､(6)報告義務違反(運送法第94条第1項)

8 8
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吉野交通有限会社（法人
番号：
7050002043234） 代
表者 吉野信夫

茨城県筑西市一本松
1553-1ベルメゾン50-
1F

本社営業所
茨城県筑西市一
本松1553-1ベル
メゾン50-1

輸送施設の使用停止
（270日車）

道路運送法第9条の2
第1項

平成30年10月17日、定期的な監査を実施。13件の違反が認められた。
(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法(以下｢運送法｣)第9条の2第1
項)､(2)運行管理者の選任義務違反(運送法第23条第1項)､(3)運行管理者
の解任届出違反(運送法第23条第3項)､(4)運送引受書の記載事項の不備
(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第7条の2第1項)､(5)疾
病のおそれのある乗務(運輸規則第21条第5項)､(6)点呼の記録義務違反
(運輸規則第24条第5項)､(7)運行指示書の記載事項不備(運輸規則第28条
の2第1項)､(8)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1
項)､(9)初任運転者及び高齢運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規
則第38条第2項)､(10)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規
則第38条第2項)､(11)定期点検整備等の未実施(運輸規則第45条第1号)､
(12)整備管理者選任(解任)の未届出(道路運送車両法第52条)､(13)報告
義務違反(運送法第94条第1項)

27 27
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株式会社
WORLDCABIN(法人番
号1011101059873)代表
者河村?玲

東京都新宿区新宿5丁目
17番13号

大阪東営業
所

大阪府八尾市神
武町1-81

文書警告（処分日車
数50日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
（6）による）

道路運送法第27条第
3項

令和元年5月27日、第一当事者と推定される死亡事故を引き起こしたこ
とを端緒に監査を実施。4件の違反が認められた。(1)点呼の実施義務違
反（旅客自動車運送事業運輸規則(以下、「運輸規則」)第24条第1項、
第2項、第3項)、(2)乗務等の記録事項義務違反(運輸規則第25条第1項、
第2項、第4項)、(3)運転者に対する指導監督の記載事項義務違反(運輸
規則第38条第1項)、(4)運行管理者の講習(一般講習)受講義務違反(運輸
規則第48条の4第1項)

5 5
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株式会社 ナント特殊自
動車（法人番号
2150001010072）代表
取締役上田充希

奈良県桜井市大字吉備
469-1

本社営業所
奈良県桜井市大
字吉備469-1

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和元年6月12日、近畿貸切バス適正化センターからの通報を端緒に監
査を実施。1件の違反が認められた。運送引受書の記載事項義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則第7条の2第1項）

6 0
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株式会社山川物流（法人
番号3340001009409）
代表者有村巌

鹿児島県鹿児島市谷山
港3-1-5

霧島営業所
鹿児島県霧島市
隼人町西光寺
3167-3

輸送施設の使用停止
(60日車)、文書警告

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第17
条第1項、法第17条
第4項

平成31年2月12日、監査実施。6件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下｢安全規則｣）
第3条第4項)、(2)乗務時間等の基準なお書き違反(安全規則第3条第4
項)、(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(4)運転者台帳の記載事
項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(5)運転者に対する指導監督違反
(安全規則第10条第1項)、(6)特定運転者に対する適性診断受診義務違反
(安全規則第10条第2項)

6 6
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株式会社スリー・カント
リー（法人番号
6122001025090)代表者
加藤三国

大阪府柏原市国分西2－
3－5

本社営業所
大阪府柏原市国
分西2－3－5

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和元年5月30日、事故を引き起こしたことを端緒に監査を実施。3件
の違反が認められた。（1）運賃料金、運送約款の掲示義務違反（道路
運送法第12条第1項）、（2）点呼の記録事項義務違反（旅客自動車運
送事業運輸規則(以下、「運輸規則」)第24条第5項)、（3）乗務員台帳
の記載事項義務違反（運輸規則第37条第1項）

0 0
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有限会社ケイ・エス観光
(法人番号
6011402003022)代表者
林嗣商

東京都板橋区三園一丁
目48番10号

ハイヤー
大阪府堺市堺区
大仙西町6丁181
番地2

輸送施設の使用停止
(３０日車)

道路運送法第15条第
1項

平成31年3月11日、区域拡大を端緒に監査を実施。3件の違反が認めら
れた。(1)事業計画の変更認可違反(道路運送法(以下、「運送法」)第15
条第1項)、(2)営業区域外旅客運送(運送法第20条)、(3)点呼の実施義務
違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第1項、第2項)

3 3
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中紀河南タクシー株式会
社(法人番号
3170001010103)代表者
高垣太郎

和歌山県御坊市塩屋町
北塩屋字神免1400番地6
号

大阪
大阪府泉南郡田
尻町りんくう
ポート北3番地34

輸送施設の使用停止
(６０日車)

タクシー業務適正化
特別措置法第3条

平成31年2月19日及び同年3月4日、区域拡大を端緒に監査を実施。1件
の違反が認められた。(1)無登録運転手の乗務(タクシー業務適正化特別
措置法第3条)

6 6
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株式会社妙高ハブネット
（法人番号２１１０００
２０２５１８９） 代表
者杉木修一

新潟県妙高市大字田口
３０４－１

長野飯山営
業所

長野県飯山市大
字野坂田１１５
０－２

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

平成３１年１月３０日、監査実施。１件の違反が認められた。（１）
運送引受書の交付義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第７条の２
第１項）

4 0
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鯉城タクシー株式会社法
人番号（１２４０００１
０１２５７２）代表者池
田浩直

広島県広島市西区南観
音町１６－２

本社
広島県広島市西
区南観音町１６
－２

文書警告（処分日車
数30日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
（6）による）

道路運送法第２７条
第３項

継続監視の監査対象として、令和元年５月３０日及び同年６月１９日
に監査を実施。３件の違反が認められた。（１）運送引受書の記載事
項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下運輸規則）第７条の
２第１項）（２）点呼の記録事項義務違反（運輸規則第２４条第５
項）（３）乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第２５条第２項及び
第４項）

7 3
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敦賀タクシー株式会社
（法人番号
5210001010872）代表
取締役柿木富雄

福井県敦賀市深川町１
０番の２

本社
福井県敦賀市深
川町１０番の２

輸送の安全確保命令
及び輸送施設の停止
（全車両）

道路運送法第２７条
３項

令和元年７月１９日、監査方針に基づいて監査を実施。１件の違反が
認められた。(1)疾病のおそれのある乗務(全運転者)(旅客自動車運送事
業運輸規則第21条第5項)

59 0
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佐川急便株式会社（法人
番号8130001000053）
代表者本村正秀

京都府京都市南区上鳥
羽角田町６８

戸塚

神奈川県横浜市
戸塚区上矢部町
字大鳥ヶ谷３５
０５－２

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

死亡事故を引き起こしたことを端緒として令和元年6月4日、監査を実
施。2件の違反が認められた。（1）疾病のおそれのある乗務（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（2）運転者に対する指導監
督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0
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藤原高速運輸株式会社
（法人番号
3120101041845）代表
者藤原伸吉

大阪府和泉市平井町３
２２－１

本社
大阪府和泉市平
井町３２２－１

輸送施設の使用停止
（７０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条４項

平成３０年７月３１日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実
施。７件の違反が認められた。（１）乗務時間等の告示の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第４項）、（２）点呼の実
施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条）、（３）点呼
の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第５
項）、（４）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第８条）、（５）運行記録計による記録義務違反（不実記録）
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条）、（６）運転者台帳の作
成義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条の５第１項）、
（７）運転者台帳の記載事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第９条の５第１項）

7 7
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有限会社ウエストジャパ
ン・カーゴ（法人番号
1140002052256）代表
者下山淳子

兵庫県姫路市上手野字
北代３７０－１

本社
兵庫県姫路市上
手野字北代３７
０－１

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条１項

平成３０年９月１４日、労働局からの通報を端緒に監査を実施。４件
の違反が認められた。（１）乗務時間等の告示の遵守違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第３条第４項）、（２）点呼の実施義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条）、（３）点呼の記録事項
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第５項）、（４）
運転者台帳の記載事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
９条の５第１項）

1 1
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吉野興業株式会社（法人
番号3120901022202）
代表者堂下徹

大阪府豊能郡能勢町吉
野３７０番地２

本社
大阪府豊能郡能
勢町吉野３７０
番地２

輸送施設の使用停止
（８５日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条４項

平成３０年１１月８日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実
施。７件の違反が認められた。（１）乗務時間等の告示の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第４項）、（２）健康状態
の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第６項）、
（３）点呼の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条
第５項）、（４）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第８条）、（５）整備管理者の選任（変更）未届出違反
（道路運送車両法第５２条）、（６）定期点検整備の実施違反（３ヶ
月点検）（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１３条、道路運送車両
法第４８条）、（７）運行管理者の選任（解任）未届出違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第１９条）

9 9

貨物 2019 7 22
有限会社御立輸送（法人
番号3140002051099）
代表者下山高季

兵庫県姫路市御立西３
丁目１４－２２

本社
兵庫県姫路市上
手野字北代３７
０－１

輸送施設の使用停止
（２０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条４項

平成３０年９月１４日、労働局からの通報を端緒に監査を実施。６件
の違反が認められた。（１）乗務時間等の告示の遵守違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第３条第４項）、（２）健康状態の把握義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第６項）、（３）点呼
の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条）、（４）
点呼の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第
５項）、（５）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第８条）、（６）運転者台帳の記載事項義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第９条の５第１項）

2 2
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株式会社挾間物流サービ
ス（法人番号
3320001005590） 代
表者佐藤治夫

大分県由布市庄内町大
龍1255-33

庄内営業所
大分県由布市庄
内町大龍1255-33

文書警告

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第17
条第4項､法第18条第
3項

令和1年7月4日、監査実施。9件の違反が認められた。(1)点呼の記録事
項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下｢安全規則｣)第7条第
5項)､(2)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)､(3)運転者台帳の
記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)､(4)運転者に対する指導監
督の記録又は指導監督の記録保存違反(安全規則第10条第1項)､(5)運転
者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1項)､(6)特
定運転者に対する特別な指導監督違反(安全規則第10条第2項)､(7)特定
運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)､(8)運行
管理規程の制定違反(安全規則第21条)､(9)運行管理者の選任(解任)未届
出違反(安全規則第19条)

0 0

貸切バス 2019 7 22
有限会社豊中観光（法人
番号8470002016626)代
表者藤川光雄

香川県三豊市豊中町大
字上高野１１４－２

本社営業所
香川県三豊市豊
中町大字上高野
１１４－２

文書警告（処分日車
数30日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
（6）による）

道路運送法第15条第
1項、第27条第3
項、第29条の3、第
94条第1項

令和元年５月３０日、旅客自動車運送事業に関する監査方針に基づき
監査を実施したところ、８件の違反が確認された。(1)営業所の位置変
更（運輸局長指定区域内）、自動車車庫の位置及び収容能力に係る事
業計画変更認可を受けていなかったこと（道路運送法第15条第1項）、
(2)運転者の健康状態の把握が確実になされていなかったこと（運輸規
則第21条第5項）、(3)運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不
適切であったこと（運輸規則第24条第5項）、(4)乗務員台帳について
定められた事項の記録が不適切であったこと（運輸規則第37条第1
項）、(5)運行管理者に対して法令で定められた講習を受講させていな
かったこと（運輸規則第48条の4第1項）、(6)運行管理者の補助者の選
任の届け出をしていなかったこと（運輸規則第68条）、(7)輸送の安全
にかかわる情報を公表していなかったこと（道路運送法第29条の3）、
(8)事業報告書及び輸送実績報告書の提出をしていなかったこと（道路
運送法第94条第1項）

3 3

貨物 2019 7 23

長門運輸株式会社（法人
番号６１００００２０１
６０６１） 代表者斎藤
正一

長野県上田市塩川２５
００－５３

南信営業所
長野県下伊那郡
松川町大島４０
６－５

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項及
び同法第１７条第４
項

平成３０年１１月１５日、監査実施。５件の違反が認められた。
（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第３条第４項）（２）点呼の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第７条第１項～第３項）（３）点呼の記録違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第７条第５項）（４）運行指示書（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第９条の３第１項）

1 1

貨物 2019 7 23

株式会社ＴｏｐＧｅａｒ
（法人番号
7070001026312）代表
者高橋剛

愛知県安城市桜井町宮
西１１－７－４Ｆ

群馬
群馬県伊勢崎市
宮子町３５０３
－９

輸送施設の使用停止
（130日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年11月30日、監査
を実施。11件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）疾病のおそれ
のある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（3）点
呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、
（4）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第9条）、（5）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第1項）、（6）高齢運転者に対する指導監督違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（7）高齢運転者
に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
10条第2項）、（8）運行管理者の選任違反（貨物自動車運送事業法第
18条第1項）、（9）運行管理者の選任（解任）未届出違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第19条）、（10）事業計画事後届出違反（貨
物自動車運送事業法第9条第3項）、（11）自動車に関する表示義務違
反（道路運送法第95条）

13 13



貨物 2019 7 23
有限会社金時運輸（法人
番号1040002059641）
代表者野口孝治

千葉県成田市多良貝２
４５－１５８３

本社
千葉県成田市多
良貝２４５－１
５８３

輸送施設の使用停止
（180日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第13条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成31年1月25日、監査を
実施。15件の違反が認められた。（1）疾病のおそれのある乗務（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（2）点呼の実施義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（3）乗務等の記録義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（4）乗務等の
記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、
（5）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第9条）、（6）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第1項）、（7）高齢運転者に対する指導監督違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（8）高齢運転者
に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
10条第2項）、（9）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第13条）、（10）無車検運行（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第13条、道路運送車両法第58条第1項）、（11）運行管理者の講
習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項）、
（12）事業の健全な発達を阻害する競争のうち社会保険等に未加入の
もの（貨物自動車運送事業法第25条第2項）、（13）報告義務違反（貨
物自動車運送事業報告規則第2条）、（14）運賃及び料金の未届出（貨
物自動車運送事業報告規則第2条）、（15）自動車に関する表示義務違
反（道路運送法第95条）

18 18

貨物 2019 7 23

株式会社ブルーライン
（法人番号
3040001070762）代表
者青木祐二

千葉県野田市野田６６
８－６

本社（旧：
相模原）

千葉県野田市野
田６６８－６
（旧：神奈川県
相模原市中央区
田名３５２０－
１）

輸送施設の使用停止
（90日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

法令違反の疑いがあることを端緒として平成30年12月20日、監査を実
施。5件の違反が認められた。（1）点呼の記録保存義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）、（2）乗務等の記録保存義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（3）運行記録
計による記録保存義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9
条）、（4）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第1項）、（5）運行管理者に対する指導及び監督違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条）

9 9

貨物 2019 7 23

有限会社アカシヤ商事
（法人番号
7020002007398）代表
者小泉詔造

神奈川県横浜市金沢区
釜利谷西３－１５－１

本社
神奈川県横浜市
金沢区釜利谷西
３－１５－１

輸送施設の使用停止
（180日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第13条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、平成30年8月8日及び令
和元年5月9日、監査を実施。11件の違反が認められた。（1）疾病のお
それのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、
（2）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条）、（3）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第8条第1項）、（4）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第9条）、（5）運転者に対する指導監督違反等
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（6）初任・高齢
運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10
条第2項）、（7）初任・高齢運転者に対する適性診断受診義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（8）定期点検整
備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条）、（9）事業
計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、（10）事
業の健全な発達を阻害する競争のうち社会保険等に未加入のもの（貨
物自動車運送事業法第25条第2項）、（11）報告義務違反（貨物自動車
運送事業報告規則第2条）

18 18

貨物 2019 7 23

株式会社フレッシュ（法
人番号
9012401017241）代表
者吉川剛

東京都国立市泉４－１
３－１２

本社
東京都国立市泉
４－１３－１２

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

過積載運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として令和元年5
月17日、監査を実施。1件の違反が認められた。（1）過積載運送（貨
物自動車運送事業法第17条第3項）

3 3

貨物 2019 7 23
有限会社川口運輸（法人
番号2180002068842）
代表取締役杉山充

愛知県小牧市多気南町
９－１

本社
愛知県小牧市多
気南町９－１

文書警告
貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第4項

令和元年６月１０日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として監査
実施。５件の違反が認められた。（１）報告義務違反（法第６０条第
１項）、（２）乗務等の記録保存義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則（以下「安全規則」）第８条）、（３）健康状態の把握義務
違反（安全規則第３条第６項）、（４）運転者に対する指導監督違反
（安全規則第１０条第１項）、（５）特定の運転者に対する適性診断
受診義務違反（安全規則第１０条第２項）

0 0

貨物 2019 7 23
株式会社モテギ（法人番
号2070001020237）代
表者茂木透

群馬県邑楽郡大泉町東
小泉１－２９－６

本社
群馬県邑楽郡大
泉町東小泉１－
２９－６

輸送施設の使用停止
（200日車）、輸送の
安全確保命令

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

行政処分等を受けたにもかかわらず改善が認められないことを端緒と
して、平成30年4月26日、同年7月9日、同年11月20日及び平成31年4月
24日、監査を実施。12件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の
遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）健康
状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6
項）、（3）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第7条）、（4）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条）、（5）運転者台帳の作成義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第9条の5第1項）、（6）運転者に対する指導監
督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（7）初
任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第2項）、（8）運行管理者に対する指導及び監督違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条）、（9）運行管理者の講習
受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項）、
（10）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1
項）、（11）事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3
項）、（12）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）

20 20

タクシー 2019 7 23

有限会社ＧＭ交通（法人
番号７２３０００２００
８９４５） 代表者安達
真隆

富山県滑川市堀江５６
－３

本社営業所
富山県滑川市堀
江５６－３

輸送施設の使用停止
（１０日車）

道路運送法第２７条
第３項

平成３０年１２月１４日、監査実施。３件の違反が認められた。
（１）疾病、疲労等のおそれのある乗務（旅客自動車運送事業運輸規
則第２１条第５項）（２）乗務員台帳の作成、備付け義務違反（旅客
自動車運送事業運輸規則第３７条第１項）（３）運転者に対する指導
監督告示による運転者に対する特別な指導及び適性診断受診義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第２項）

1 1

タクシー 2019 7 23 曽根 利二 東京都江戸川区 個人 東京都江戸川区

輸送施設の使用停止
（10日車）、輸送の
安全確保命令及び旅
客の利便確保命令

運送法第27条第3
項、運送法第29条

平成30年11月30日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実施。4
件の違反が認められた。(1)乗務記録の記録事項の不備(運輸規則第25条
第3項)､(2)事故の記録義務違反(運輸規則第26条の2)､(3)地図の備え付
け義務違反(運輸規則第29条)､(4)事故の未届出(運送法第29条)

1 1

タクシー 2019 7 23

株式会社銚子タクシー
（法人番号
1040001062282） 代
表者 吉原 正巳

千葉県銚子市小浜町２
６６３－８

小浜営業所
千葉県銚子市小
浜町２６６３－
８

輸送施設の使用停止
（80日車）

運送法第9条の3第1
項、運送法第27条第
3項

平成30年11月12日及び平成30年11月15日、公安委員会からの通知を端
緒として監査を実施。6件の違反が認められた。(1)運賃料金認可違反
(運送法第9条の3第1項)､(2)健康状態の把握義務違反(運輸規則第21条第
5項)､(3)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)､(4)運転者に対す
る指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(5)高齢運転者に対する告
示で定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､(6)高齢運転者
に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)

8 8
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毎日タクシー株式会社
（法人番号３２７０００
１０００７２１）代表者
山田清

鳥取県鳥取市今町１丁
目１３３

本社
鳥取県鳥取市今
町１丁目１３３

輸送施設の使用停止
（２０日車）及び文
書警告

道路運送法第２７条
第３項

情報提供を端緒として、平成３０年８月２３日及び平成３１年３月８
日に監査を実施。５件の違反が認められた。（１）乗務時間等告示の
遵守違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下運輸規則）第２１条第
１項）（２）点呼の記録事項義務違反（運輸規則第２４条第５項）
（３）乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第２５条第３項）（４）
特定の運転者に対する指導監督義務違反（運輸規則第３８条第２項）
（５）特定の運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第３８
条第２項）

2 2
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福岡西鉄タクシー株式会
社(法人番号
3290001070639) 代表
者浅倉武巳

福岡県福岡市南区大楠
1-34-1

大楠営業所
福岡県福岡市南
区大楠1-25-15

輸送施設の使用停止
(60日車)、文書警告

道路運送法第27条第
3項、道路運送車両
法第58条第1項

平成31年4月9日、監査実施。5件の違反が認められた。(1)点呼の記録
事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第
24条第5項）、(2)乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条第1
項）、(3)運転者に対する指導監督違反（運輸規則第38条第1項）、(4)
運転者に対する指導監督の記載事項義務違反（運輸規則第38条第1
項）、(5)無車検運行違反（運輸規則第45条、道路運送車両法第58条第
1項）

6 6
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有限会社チダサービス
（法人番号：
8011802015697） 代
表者 千田義博

東京都足立区江北7-18-
11

本社営業所
東京都足立区江
北7-18-11

文書警告（処分日車
数50日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
（6）による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第26条第1
項

平成30年11月19日及び平成30年11月22日、新規許可を受けたことを端
緒に監査を実施。6件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違
反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第21条第1項)､(2)疾
病のおそれのある乗務(運輸規則第21条第5項)､(3)点呼の記録事項義務
違反(運輸規則第24条第5項)､(4)運行記録計による記録義務違反(運輸規
則第26条第1項)､(5)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条
第1項)､(6)報告義務違反(道路運送法第94条第1項)

5 5
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有限会社日正リース（法
人番号：
3070002019491） 代
表者 柳井セツ

群馬県伊勢崎市今泉町
1-1210-3

本社営業所
群馬県伊勢崎市
今泉町1-1191-5

文書警告（処分日車
数40日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
（6）による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第24条

平成31年4月22日、定期的な監査を実施。3件の違反が認められた。(1)
疾病のおそれのある乗務(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規
則｣)第21条第5項)､(2)点呼の実施等義務違反(運輸規則第24条)､(3)運転
者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)

4 4
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有限会社ワイケイ観光
（法人番号：
8060002024447） 代
表者 市村光子

栃木県那須塩原市接骨
木字藤荷田446-110

本社営業所
栃木県那須塩原
市大字接骨木
446-109

文書警告（処分日車
数20日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
（6）による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和元年5月21日及び令和元年6月4日、定期的な監査を実施。2件の違
反が認められた。(1)運転者に対する指導監督等義務違反(旅客自動車運
送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第38条第1項)､(2)損害賠償責任保険
(共済)締結義務違反(運輸規則第19条の2)

10 2
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株式会社かすや（法人番
号9290001038168）
代表者北﨑久治

福岡県糟屋郡粕屋町大
隈1229

本社営業所
福岡県糟屋郡粕
屋町戸原325-2

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和1年6月7日、監査実施。2件の違反が認められた。(1)乗務員台帳の
記載事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第37
条第1項）､(2)運転者に対する指導監督の記載事項義務違反（運輸規則
第38条第1項）

0 0
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株式会社久津運送店（法
人番号
3180001067200）代表
取締役久津泉

愛知県長久手市茨ヶ廻
間１５３３－６３３

犬山
愛知県犬山市中
道３６番地７

文書警告
貨物自動車運送法第
１７条４項

令和元年６月４日、監査方針に基づいて監査実施。１件の違反が認め
られた。（１）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第１０条第１項）

0 0
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株式会社三瀬（法人番号
4500001013335)代表者
三瀬匠

愛媛県今治市郷桜井４
丁目５－６２

本社営業所
愛媛県今治市拝
志７－１６

輸送施設の使用停止
（６０日車)及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法第9条第1項、第
17条第1項、第4項

平成３１年１月３０日及び同年２月８日、労働局からの通報を端緒と
して監査を実施したところ、６件の違反が確認された。(1)自動車車庫
の位置及び収容能力に係る事業計画変更認可を受けていなかったこと
（貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号）、(2)運転者の過
労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間及び連続運転時
間の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務
していた者があったこと（安全規則第3条第4項）、(3)運転者の健康状
態の把握が確実になされていなかったこと（安全規則第3条第6項）、
(4)運転者に対する点呼が確実になされていなかったこと（安全規則第7
条第1項、第2項、第3項）、(5)運転者に対する点呼の実施結果の記録
内容が不適切であったこと（安全規則第7条第5項）、(6)運転者の乗務
について定められた事項の記録が不適切であったこと（安全規則第8
条）

6 6
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株式会社さやま交通（法
人番号
7120101026561） 代
表者中山空悟

大阪府大阪狭山市茱萸
木３丁目１３８１番地

名古屋
愛知県名古屋市
中川区宗円町１
丁目１４番地

文書警告（処分日車
数４０日車のため、
一般貸切旅客自動車
運送事業者に対する
行政処分等の基準3．
(6)による）

道路運送法第２７条
第３項

令和元年５月２１日及び同年５月２４日、監査方針に基づいて監査実
施。２件の違反が認められた。（１）点呼の実施義務違反（旅客自動
車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第２４条第１項及び第２
項）、（２）点呼の記録記載不備（運輸規則第２４条第５項）

4 4
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ナカガワシステム株式会
社（法人番号８２５００
０１０１００３２）代表
者中川政治

山口県周南市中畷町３
－２９

周南営業所
山口県周南市三
笹町６－１９

輸送施設の使用停止
（３０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項及
び第４項

情報提供を端緒として、平成３０年１１月５日及び同年１２月５日に
監査を実施。６件の違反が認められた。（１）乗務時間等告示の遵守
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下安全規則）第３条第４
項）（２）点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１項、第２項及び
第３項）（３）点呼の記録事項義務違反（安全規則第７条第５項）
（４）運転者台帳の作成義務違反（安全規則第９条の５第１項）
（５）運転者台帳の記載事項義務違反（安全規則第９条の５第１項）
（６）特定の運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第１０条第
２項）

3 3
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道和国際株式会社（法人
番号３４３０００１０７
６１１８） 代表者田竺

北海道千歳市若草３丁
目２番地１２

本社営業所
北海道千歳市若
草３丁目２番地
１２

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第２４条第
１項、第２項

令和元年７月２日、新規許可等を端緒として監査を実施。１件の違反
が認められた。（１）点呼の実施義務違反（旅客自動車運送事業運輸
規則第２４条第１項、第２項）

0 0
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こまちタクシー企業組合
（法人番号２４１０００
５００１３０６） 代表
者佐藤房由

秋田県秋田市寺内後城
２２番２号

本社営業所
秋田県秋田市寺
内後城２２番２
号

輸送施設の使用停止
（３７３日車）、輸
送の安全確保命令及
び文書警告

道路運送法（以下
「法」）第１５条第
４項、法第２７条第
３項

平成３０年９月２０日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、
20件の違反が認められた。（１）事業計画の事後変更届出違反［営業
所の位置］（道路運送法第１５条第４項）、（２）苦情処理の記録・
保存義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第
３条第２項）、（３）休憩・睡眠・仮眠施設の整備・管理等義務違反
（運輸規則第２１条第２項）、（４）疾病・疲労等のおそれのある乗
務（運輸規則第２１条第５項）、（５）点呼の実施義務違反（運輸規
則第２４条第２項）、（６）点呼の記録事項義務違反（運輸規則第２
４条第５項）、（７）点呼の記録事項［不実記載］義務違反（運輸規
則第２４条第５項）、（８）乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第
２５条第３項）、（９）事故の記録事項義務違反（運輸規則第２６条
の２）、（１０）乗務員台帳の作成義務違反（運輸規則第３７条第１
項）、（１１）運転者に対する指導監督義務違反（運輸規則第３８条
第１項）、（１２）運転者に対する指導監督の記録［不実記載］違反
（運輸規則第３８条第１項）、（１３）高齢運転者に対する指導義務
違反（運輸規則第３８条第２項）、（１４）高齢運転者に対する適性
診断受診義務違反（運輸規則第３８条第２項）、（１５）指導要領制
定義務違反（運輸規則第４０条第１項）、（１６）乗務員服務規律制
定義務違反（運輸規則第４１条）、（１７）点検整備関係義務違反
（運輸規則第４５条及び道路運送車両法第４７条の２）（１８）定期
点検整備の実施違反（運輸規則第４５条及び道路運送車両法第４８
条）、（１９）運行管理規程の制定義務違反（運輸規則第４８条の２
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株式会社宝観光バス（法
人番号
2330001006812） 代
表者リキュシク

福岡県糟屋郡志免町南
里2-24-6

対馬営業所
長崎県対馬市美
津島町大船越
693-8

輸送施設の使用停止
(200日車)、文書警告

道路運送法(以下
「法」)第12条第1
項、法第27条第3
項、道路運送車両法
第47条の2

平成30年11月5日、監査実施。12件の違反が認められた。(1)運送約款
の掲示義務違反（道路運送法第12条第1項）、(2)運送引受書の交付義
務違反（旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1
項）、(3)運送引受書の記載事項不備違反（運輸規則第7条の2第1
項）、(4)点呼の記録義務違反（運輸規則第24条第5項）、(5)点呼の記
録事項義務違反（運輸規則第24条第5項）、(6)乗務等の記録事項義務
違反（運輸規則第25条）、(7)乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規
則第37条第1項）､(8)運転者に対する指導監督違反（運輸規則第38条第
1項）､(9)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反
（運輸規則第38条第1項)､(10)特定運転者に対する特別な指導監督違反
（運輸規則第38条第2項）、(11)書類の適切管理義務違反（運輸規則第
69条）、(12)日常点検の実施違反(運輸規則第45条、道路運送車両法第
47条の2)

20 20

貸切バス 2019 7 25

本多観光バス・タクシー
株式会社（法人番号
6310001009706） 代
表者本多松弘

長崎県島原市津町409-
37

本社バス営
業所

長崎県島原市津
町409-53

輸送施設の使用停止
(120日車)、文書警告

道路運送法第27条第
3項

平成31年1月30日、監査実施。8件の違反が認められた。(1)運送引受書
の記載事項不備違反（旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第
7条の2第1項）、(2)損害賠償責任保険(共済)締結義務違反(運輸規則第
19条の2)、(3)点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条第5項）、(4)
乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第25条）、(5)運行指示書の記載
事項義務違反（運輸規則第28条の2第1項）、(6)運転者に対する指導監
督違反（運輸規則第38条第1項）､(7)特定運転者に対する特別な指導監
督違反（運輸規則第38条第2項）､(8)特定運転者に対する適性診断受診
義務違反（運輸規則第38条第2項）

12 12
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照輝五道陸運株式会社
（法人番号３４３０００
１０５７５３０） 代表
者小松宏康

北海道伊達市北稀府町
１９３－１

北海道営業
所

北海道登別市新
栄町１番地４９

輸送施設の使用停止
（２６０日車）及び
文書警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第１３
条本文関係 他２１
件

平成３０年１１月６日、平成３０年１１月２７日及び平成３１年１月
９日、関係機関からの情報を端緒として監査を実施。２２件の違反が
認められた。（１）事業計画変更認可違反［自動車車庫の位置及び収
容能力］（貨物自動車運送事業法施行規則第２条第１項第４号）、
（２）事業計画変更認可違反［乗務員の休憩・睡眠施設の位置及び収
容能力］（貨物自動車運送事業法施行規則第２条第１項第５号）、
（３）各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数違反（貨物自
動車運送事業法施行規則第６条第１項第１号）、（４）事業計画事後
届出違反［営業所又は荷扱所の名称、位置（利用運送のみに係るもの
及び運輸局長が指定する区域内におけるものに限る。）の変更］（貨
物自動車運送事業法施行規則第７条第１項第２号、第３号）、（５）
乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３
条第４項）、（６）疾病・疲労等のおそれのある乗務（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第３条第６項）、（７）点呼の実施義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第７条第１項、第２項）、（８）点呼
の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第５
項）、（９）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第８条）、（１０）運行記録計による記録義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第９条）、（１１）事故の記録事項義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条の２）、（１２）運転者台
帳の記載事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条の５
第１項）、（１３）運転者に対する指導監督の記録保存義務違反（貨
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照輝五道陸運株式会社
（法人番号３４３０００
１０５７５３０） 代表
者小松宏康

北海道伊達市北稀府町
１９３－１

北海道営業
所

北海道登別市新
栄町１番地４９

輸送施設の使用停止
（２６０日車）及び
文書警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第１３
条本文関係 他２２
件

平成３０年１１月６日、平成３０年１１月２７日及び平成３１年１月
９日、関係機関からの情報を端緒として監査を実施。２３件の違反が
認められた。（１）事業計画変更認可違反［自動車車庫の位置及び収
容能力］（貨物自動車運送事業法施行規則第２条第１項第４号）、
（２）事業計画変更認可違反［乗務員の休憩・睡眠施設の位置及び収
容能力］（貨物自動車運送事業法施行規則第２条第１項第５号）、
（３）各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数違反（貨物自
動車運送事業法施行規則第６条第１項第１号）、（４）事業計画事後
届出違反［営業所又は荷扱所の名称、位置（利用運送のみに係るもの
及び運輸局長が指定する区域内におけるものに限る。）の変更］（貨
物自動車運送事業法施行規則第７条第１項第２号、第３号）、（５）
乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３
条第４項）、（６）疾病・疲労等のおそれのある乗務（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第３条第６項）、（７）点呼の実施義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第７条第１項、第２項）、（８）点呼
の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第５
項）、（９）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第８条）、（１０）運行記録計による記録義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第９条）、（１１）事故の記録事項義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条の２）、（１２）運転者台
帳の記載事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条の５
第１項）、（１３）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事

26 26

貨物 2019 7 26

株式会社旭盛（法人番号
８４５０００１００６９
３５） 代表者盛永百合
子

北海道旭川市神楽岡八
条６丁目３番２３号

本社営業所
北海道旭川市神
楽岡八条６丁目
３番２３号

輸送施設の使用停止
（９５日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第３条
第６項 他１２件

平成３０年１２月７日、関係機関からの情報を端緒として監査を実
施。１３件の違反が認められた。（１）運賃及び料金、運送約款等の
掲示義務違反（貨物自動車運送事業法第１１条）、（２）疾病・疲労
等のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第６
項）、（３）点呼の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第７条第５項）、（４）点呼の記録保存義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第７条第５項）、（５）乗務等の記録義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第８条）、（６）乗務等の記録事項義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第８条）、（７）運行記録計
による記録保存義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９
条）、（８）運転者台帳の記載事項義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第９条の５第１項）、（９）運転者に対する指導監督違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第１項）、（１０）定期
点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１３条本文
関係、第１号）、（１１）整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第１５条）、（１２）報告義務違反（貨物自
動車運送事業法第６０条第１項）、（１３）自動車に関する表示義務
違反（道路運送法施行規則第６５条）
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星和運輸有限会社（法人
番号９４４０００２０１
００３６） 代表者高橋
政晴

北海道寿都郡寿都町字
磯谷町島古丹５８

本社営業所
北海道寿都郡寿
都町字磯谷町島
古丹５８

輸送施設の使用停止
（３０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法第１７条第３項
他４件

平成３１年１月２２日、公安委員会からの通報を端緒として監査を実
施。５件の違反が認められた。（１）過積載運送（貨物自動車運送事
業法第１７条第３項）、（２）点呼の記録事項義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第７条第５項）、（３）乗務等の記録事項義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第８条）、（４）運転者台帳
の記載事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条の５第
１項）、（５）特定運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第１０条第２項）

3 3
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有限会社開陽総業（法人
番号８４３０００２００
４６２６） 代表者櫻田
磨彦

北海道札幌市厚別区も
みじ台北５丁目７番１
１号

石狩営業所
北海道石狩市新
港西３丁目７７
１番６

輸送施設の使用停止
（１２０日車）及び
文書警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第８条
他３件

平成３１年３月１２日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況
を端緒として監査を実施。４件の違反が認められた。（１）点呼の記
録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第５項）、
（２）乗務等の記録の改ざん・不実記載（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第８条）、（３）運行記録計による記録の改ざん・不実記載
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条）、（４）運転者台帳の作
成義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条の５第１項）、
運転者台帳 記載事項等の不備（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
９条の５第１項）
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東澤運送有限会社（法人
番号2011802006371）
代表者東澤光江

東京都葛飾区東四つ木
４－１４－８

本社
東京都葛飾区東
四つ木２－２３
－１０

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平成31年1月
29日、監査を実施。1件の違反が認められた。（1）運転者に対する指
導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0
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山田運送株式会社（法人
番号2122001016052）
代表者安原信行

大阪府東大阪市西石切
町４丁目６番２９号

本社
大阪府東大阪市
西石切町４丁目
６番２９号

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条１項

平成３０年１１月７日、労働局からの通報を端緒に監査を実施。３件
の違反が認められた。（１）乗務時間等の告示の遵守違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第３条第４項）、（２）点呼の記録事項義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第５項）、（３）定期
点検整備の実施違反（３ヶ月点検）（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第１３条、道路運送車両法第４８条）
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株式会社和信国際サービ
ス（法人番号７４３００
０１０７３３３４） 代
表者于洋

北海道千歳市みどり台
北３丁目８番１２

千歳営業所
北海道千歳市み
どり台北３丁目
８番１２

輸送施設の使用停止
（１００日車）及び
文書警告

タクシー業務適正化
特別措置法第３条
他６件

平成３１年１月１６日、平成３１年１月２３日及び平成３１年１月２
９日、新規許可等を端緒として監査を実施。７件の違反が認められ
た。（１）点呼の記録義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第２４
条第５項）、（２）点呼の記録事項義務違反（旅客自動車運送事業運
輸規則第２４条第５項）、（３）新任運転者に対する指導、監督義務
違反（１０日間の指導、監督の未実施）（旅客自動車運送事業運輸規
則第３６条第２項）、（４）乗務員台帳の記載事項義務違反（旅客自
動車運送事業運輸規則第３７条第１項）、（５）運転者に対する指導
監督違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１項）、（６）無
登録運転者の乗務（タクシー業務適正化特別措置法第３条）、（７）
運転者証等類似不正表示義務違反（タクシー業務適正化特別措置法第
４７条）
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株式会社フレンドタク
シー（法人番号６４３０
００１０５２１８１）
代表者藤本伸一

北海道岩内郡岩内町字
清住６番地

本社営業所
北海道岩内郡岩
内町字清住６番
地

輸送施設の使用停止
（１０日車）及び文
書警告

旅客自動車運送事業
運輸規則第２１条第
１項 他２件

令和元年５月２８日及び令和元年６月５日、その他事故、法令違反、
事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。３件の違反が認められ
た。（１）乗務時間等の基準の遵守違反（旅客自動車運送事業運輸規
則第２１条第１項）、（２）乗務等の記録事項義務違反（旅客自動車
運送事業運輸規則第２５条第３項、第４項）、（３）整備管理者の選
任（変更）の未届出（旅客自動車運送事業運輸規則第４５条）
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金星小樽ハイヤー株式会
社（法人番号９４３００
０１０４９８６９） 代
表者吉野彰哲

北海道小樽市花園４丁
目１番１６号

朝里営業所
北海道小樽市新
光２丁目２番２
号

輸送施設の使用停止
（３０日車）及び文
書警告

道路運送法施行規則
第１５条第１項 他
３件

令和元年６月１１日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を
端緒として監査を実施。４件の違反が認められた。（１）各営業所に
配置する事業用自動車の数違反（道路運送法施行規則第１５条第１
項）、（２）乗務時間等の基準の遵守違反（旅客自動車運送事業運輸
規則第２１条第１項）、（３）疾病・疲労等のおそれのある乗務（旅
客自動車運送事業運輸規則第２１条第５項）、（４）乗務員台帳の記
載事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３７条第１項）
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貸切バス 2019 7 26
近江鉄道株式会社(法人
番号1160001008109)代
表者喜多村樹美男

滋賀県彦根市駅東町15
番1

八日市営業
所

滋賀県東近江市
八日市東本町11
番地3号

文書警告（処分日車
数20日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
（6）による）

道路運送法第27条第
3項

令和元年6月6日、法令違反の疑いを端緒に監査を実施。3件の違反が認
められた。（1）点呼の実施義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則
(以下、「運輸規則」)第24条第1項、第2項、第3項）、（2）点呼の記
録事項義務違反（運輸規則第24条第5項）、(3)乗務等の記録事項義務
違反(運輸規則第25条第1項、第2項、第4項)
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有限会社南幸（法人番号
7150002006395）代表
名上棟勝則

奈良県生駒郡平群町白
石畑２１１番地

本社
奈良県大和郡山
市馬司町６３９
－１

文書警告
貨物自動車運送事業
法第１７条４項

令和元年６月２６日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。２件
の違反が認められた。（１）乗務時間等の告示の遵守違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第３条第４項）、（２）点呼の実施義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条）

0 0
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吉原運送株式会社（法人
番号9300001001470）
代表者吉原孝宣

佐賀県佐賀市高木瀬西
6-11-1

本社営業所
佐賀県佐賀市高
木瀬西6-11-1

輸送施設の使用停止
(30日車)、文書警告

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第17
条第1項、法第17条
第4項

令和1年5月28日、監査実施。8件の違反が認められた。(1)運転者台帳
の記載事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下｢安全規
則｣)第9条の5第1項)､(2)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)､(3)
点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)､(4)乗務等の記録事項義
務違反(安全規則第8条)､(5)運行指示書に係る（作成、指示、携行）義
務違反(安全規則第9条の3第1項)､(6)運行指示書の記載事項義務違反(安
全規則第9条の3第1項)､(7)乗務時間等の基準の遵守違反(安全規則第3条
第4項)､(8)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)

3 3

貨物 2019 7 29
株式会社宇土運輸（法人
番号2330001012810）
代表者菊池裕明

熊本県宇土市水町2-1 本社営業所
熊本県宇土市水
町2-1

輸送施設の使用停止
(50日車)、文書警告

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第17
条第1項、法第17条
第4項

令和1年5月27日、監査実施。10件の違反が認められた。(1)運転者台帳
の記載事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下｢安全規
則｣)第9条の5第1項)､(2)～(3)点呼の実施義務違反等(安全規則第7条)､
(4)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)､(5)点呼の記録事項義務
違反(安全規則第7条第5項)､(6)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8
条)､(7)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)､(8)運行指示書
の記載事項義務違反(安全規則第9条の3第1項)､(9)乗務時間等の基準の
遵守違反(安全規則第3条第4項)､(10)運転者に対する指導監督違反(安全
規則第10条第1項)

6 5

タクシー 2019 7 29

有限会社おだタクシー
（法人番号
5300002000087） 代
表者竹下勝太

佐賀県佐賀市本庄町大
字鹿子9-59

本社営業所
佐賀県佐賀市本
庄町大字鹿子9-
59

輸送施設の使用停止
(20日車)、文書警告

道路運送法第27条第
3項

平成31年3月8日、監査実施。5件の違反が認められた。(1)乗務員台帳
の記載事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第
37条第1項）､(2)点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条第5項）､
(3)運転者に対する指導監督違反（運輸規則第38条第1項）､(4)特定運転
者に対する特別な指導監督違反（運輸規則第38条第2項）､(5)特定運転
者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第38条第2項）

2 2

貸切バス 2019 7 29
社ガス有限会社(法人番
号9140002061299)代表
者宮野省三

兵庫県加東市社529番地
の4

本社
兵庫県加東市社
529番地の4

輸送施設の使用停止
(180日車)

道路運送法第27条第
3項

平成31年3月13日、法令違反の疑いを端緒に監査を実施。8件の違反が
認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反（道路運送法(以下、「運送
法」)第9条の2第1項)、(2)営業区域外旅客運送(運送法第20条)、(3)点
呼の記録事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則(以下、「運輸規
則」)第24条第5項)、(4)乗務等の記録事項義務違反(運輸規則第25条第1
項、第2項、第4項)、(5)運行指示書の記載事項義務違反(運輸規則第28
条の2第1項)、(6)乗務員台帳の記載事項義務違反(運輸規則第37条第1
項)、(7)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(8)
運送引受書の記載事項義務違反(運輸規則第7条の2第1項)

18 18

貨物 2019 7 30
株式会社ランクス（法人
番号7021001022116）
代表者大矢昭英

神奈川県伊勢原市歌川
２－３－２

本社
神奈川県伊勢原
市歌川２－３－
２

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

死亡事故を引き起こしたことを端緒として平成30年12月5日、監査を実
施。2件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）運転者に対する指導
監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

1 1



貨物 2019 7 30

株式会社カインドテクニ
カルサービス（法人番号
4011801018127）代表
者児嶋隆司

東京都足立区大谷田３
－４－１６

八潮
埼玉県八潮市八
條２４９５－４
－３０１

輸送施設の使用停止
（90日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、平成30年6月22日、監査
を実施。12件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）健康状態の把
握義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（3）点
呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、
（4）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
8条第1項）、（5）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第1項）、（6）高齢運転者に対する指導監督違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（7）初任・高齢
運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第2項）、（8）整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第15条）、（9）運行管理者の講習受講義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項）、（10）事業計画
の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、（11）事業計
画事後届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）、（12）事業の
健全な発達を阻害する競争のうち社会保険等に未加入のもの（貨物自
動車運送事業法第25条第2項）

9 9

貨物 2019 7 30
株式会社平山運送（法人
番号6090001009266）
代表者平山安年

山梨県甲州市大和町田
野５４１

本社
山梨県甲州市大
和町田野４１９
－２

輸送施設の使用停止
（90日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第13条

死亡事故を引き起こしたことを端緒として平成31年1月17日及び同年1
月25日、監査を実施。5件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示
の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）点
呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、
（3）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第9条）、（4）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第1項）、（5）定期点検整備の実施違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第13条）

9 9

貨物 2019 7 30
株式会社原田運送（法人
番号9050001013401）
代表者石川敏雄

茨城県下妻市大字半谷
三九郎５７６－５

本社
茨城県下妻市大
字半谷三九郎５
７６－５

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

死亡事故を引き起こしたことを端緒として平成31年2月6日、監査を実
施。6件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）疾病のおそれのある
乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（3）点呼の実
施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（4）運行
記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9
条）、（5）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第1項）、（6）事業計画の変更認可違反（貨物自動車
運送事業法第9条第1項）

4 4

貨物 2019 7 30

株式会社出久根運送（法
人番号
9050001022014）代表
者出久根昭元

茨城県鉾田市下冨田８
０５－５

本社
茨城県鉾田市下
冨田８０５－５

輸送施設の使用停止
（190日車）、輸送の
安全確保命令

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第5項

死亡事故を引き起こしたことを端緒として平成31年1月16日及び同年1
月28日、監査を実施。10件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示
の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）点
呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、
（3）点呼の記録の改ざん・不実記載違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第7条第5項）、（4）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第8条第1項）、（5）乗務等の記録の改ざん・不実
記載違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（6）運行
記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9
条）、（7）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第1項）、（8）事故惹起・高齢運転者に対する指導監
督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（9）事故
惹起・高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第2項）、（10）事業計画事前届出違反（貨物自
動車運送事業法第9条第3項）

19 19

貨物 2019 7 30 相良昭一郎
東京都品川区荏原３－
８－１６

本店
東京都品川区荏
原３－８－１６

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成31年2月6日及び同年2
月21日、監査を実施。6件の違反が認められた。（1）疾病のおそれの
ある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（2）運転
者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1
項）、（3）整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第15条）、（4）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第23条第1項）、（5）事業計画の変更認可違反
（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、（6）報告義務違反（貨物自動
車運送事業報告規則第2条）

4 4

貨物 2019 7 30
有限会社ノザキ（法人番
号3021002059524）代
表者野崎勝朗

神奈川県平塚市四之宮
６－１１－８６－３０
２

本社
神奈川県平塚市
四之宮６－１１
－８６－３０２

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第13条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年5月9日及び平成
31年4月1日、監査を実施。3件の違反が認められた。（1）点呼の実施
義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（2）日常点
検の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条、道路運送車
両法第47条の2）、（3）無車検運行（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第13条、道路運送車両法第58条第1項）

6 6

貨物 2019 7 30
東和輸送株式会社（法人
番号9040001030439）
代表者志観寺外喜夫

千葉県市川市二俣２－
１１－７－２１１

本社
千葉県市川市二
俣２－１１－７
－２１１

輸送施設の使用停止
（80日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

労働局からの通報を端緒として平成31年1月29日、監査を実施。9件の
違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）疾病のおそれのある乗務（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（3）点呼の実施義務違反
等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（4）乗務等の記録事
項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（5）運
行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9
条）、（6）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第1項）、（7）高齢運転者に対する指導監督違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（8）初任・高齢運転
者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第10条第2項）、（9）整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第15条）

8 8

貨物 2019 7 30

大翔トランスポート株式
会社（法人番号
9290001042855）代表
者村井良徳

福岡県福岡市東区松島
１－４２－２６

関東主管支
店

神奈川県川崎市
川崎区池上新町
３－１－４GLP
川崎４階

輸送施設の使用停止
（170日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第13条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年10月24日及び同
年11月5日、監査を実施。14件の違反が認められた。（1）乗務時間等
告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、
（2）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3
条第6項）、（3）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第7条）、（4）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第8条第1項）、（5）運行記録計による記録義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（6）運転者に対する指
導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、
（7）初任運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第2項）、（8）初任運転者に対する適性診断受診義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（9）定期点検整
備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条）、（10）運
行管理者に対する指導及び監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第22条）、（11）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第23条第1項）、（12）運行管理補助者の要件違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項）、（13）運行管理者
の選任（解任）未届出違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第19
条）、（14）事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3
項）

17 17



貸切バス 2019 7 30

株式会社ムーヴアシスト
（法人番号：
6021001059605） 代
表者 渡邊雄二

神奈川県平塚市横内
2306-20

本社営業所
神奈川県平塚市
小鍋島18-1

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第5
項

令和元年5月28日及び令和元年5月29日、定期的な監査を実施。2件の違
反が認められた。(1)疾病のおそれのある乗務(旅客自動車運送事業運輸
規則(以下｢運輸規則｣)第21条第5項)､(2)点呼の記録事項義務違反(運輸
規則第24条第5項)

6 0

貸切バス 2019 7 30

丸建自動車株式会社（法
人番号：
2030001041690） 代
表者 本村建二

埼玉県上尾市二ツ宮
1069

本社営業所
埼玉県上尾市二
ツ宮1069

輸送施設の使用停止
（290日車）

道路運送法第9条の2
第1項

平成30年12月14日及び平成31年1月8日他、定期的な監査を実施。11件
の違反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法(以下｢
運送法｣)第9条の2第1項)､(2)事業計画の事前変更届出違反(運送法第15
条第3項､(3)運行管理補助者の解任届出違反(運送法第23条第3項)､(4)運
送引受書の記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規
則｣)第7条の2第1項)､(5)点呼の記録等義務違反(運輸規則第24条第5項)､
(6)運行記録計による記録義務違反(運輸規則第26条第1項)､(7)運行指示
書の記載事項不備(運輸規則第28条の2第1項)､(8)運転者に対する指導監
督等義務違反(運輸規則第38条第1項)､(9)初任運転者に対する特別な指
導義務違反(運輸規則第38条第2項)､(10)初任運転者に対する適性診断受
診義務違反(運輸規則第38条第2項)､(11)整備管理者の研修受講義務違反
(運輸規則第46条)

29 29

貸切バス 2019 7 30

有限会社夢湖観光バス
（法人番号：
4030002038445） 代
表者 浮舟崇弘

埼玉県久喜市大字所久
喜748-1

本社営業所
埼玉県久喜市大
字所久喜748-1

文書警告（処分日車
数20日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
（6）による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第1
項

平成30年12月17日、定期的な監査を実施。3件の違反が認められた。
(1)乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸
規則｣)第21条第1項)､(2)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5
項)､(3)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)

19 2

貸切バス 2019 7 30

有限会社東松山交通（法
人番号：
6030002096210） 代
表者 齋藤隆行

埼玉県東松山市本町2-
2-36

本社営業所
埼玉県東松山市
本町2-2-36

輸送施設の使用停止
（70日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第2
項

平成31年1月8日、定期的な監査を実施。3件の違反が認められた。(1)
事故惹起運転者に対する特別な指導義務違反(旅客自動車運送事業運輸
規則(以下｢運輸規則｣)第38条第2項)､(2)事故惹起運転者に対する適性診
断受診義務違反(運輸規則第38条第2項､(3)事故の未届出(道路運送法第
29条)

21 7

貸切バス 2019 7 30

埼玉中央観光バス株式会
社（法人番号：
6030001069852） 代
表者 持田雄一

埼玉県坂戸市三光町50-
13

毛呂山営業
所

埼玉県入間郡毛
呂山町大字苦林
128-1

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第1
項

令和元年5月21日及び令和元年6月11日、定期的な監査を実施。4件の違
反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運
輸規則(以下｢運輸規則｣)第21条第1項)､(2)点呼の記録事項義務違反(運
輸規則第24条第5項)､(3)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第
38条第1項)､(4)定期点検整備等の未実施(運輸規則第45条)

0 0

貸切バス 2019 7 30

有限会社東日本観光バス
（法人番号：
3040002059094） 代
表者 閻娟

千葉県印西市草深字原
2373-1

本社営業所
千葉県印西市草
深字原2373-1

輸送施設の使用停止
（200日車）

道路運送法第9条の2
第1項

平成30年10月31日、定期的な監査を実施。9件の違反が認められた。
(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法(以下｢運送法｣)第9条の2第1
項)､(2)営業区域外旅客運送(運送法第20条)､(3)運送引受書の記載事項
の不備(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第7条の2第1項)､
(4)点呼の実施等義務違反(運輸規則第24条)､(5)乗務等の記録の記載事
項不備(運輸規則第25条第2項)､(6)運行指示書の記載事項不備(運輸規則
第28条の2第1項)､(7)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38
条第1項)､(8)初任運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条
第2項)､(9)報告義務違反(運送法第94条第1項)

20 20

貸切バス 2019 7 30

日新観光株式会社（法人
番号：
2040001078154） 代
表者 王勇

東京都新宿区新宿5-10-
14

本社営業所
千葉県香取郡多
古町水戸882-1

輸送施設の使用停止
（90日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第5
項

平成30年11月20日、定期的な監査を実施。9件の違反が認められた。
(1)運送引受書の記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運
輸規則｣)第7条の2第1項)､(2)乗務時間等告示の遵守違反(運輸規則第21
条第1項)､(3)疾病のおそれのある乗務(運輸規則第21条第5項)､(4)点呼
の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)､(5)乗務等の記録の記載事
項不備(運輸規則第25条第2項)､(6)運行記録計による記録義務違反(運輸
規則第26条第1項)､(7)運行指示書の記載事項不備(運輸規則第28条の2
第1項)､(8)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､
(9)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)

23 9

貸切バス 2019 7 30

株式会社Ｔｒｕｓｔ Ｊ
ａｐａｎ（法人番号：
3040001094687） 代
表者 山末厳

千葉県富里市中沢字滝
台661-1

本社営業所
千葉県富里市中
沢字滝台661-1

輸送施設の使用停止
（60日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第25条第2
項

平成30年12月4日及び平成30年12月13日、新規許可を受けたことを端
緒に監査を実施。6件の違反が認められた。(1)点呼の記録事項義務違反
(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第24条第5項)､(2)乗務
等の記録の記載事項不備(運輸規則第25条第2項)､(3)乗務等の記録義務
違反 (運輸規則第25条第2項)､(4)運行記録計による記録義務違反(運輸
規則第26条第1項)､(5)運行指示書の記載事項不備(運輸規則第28条の2
第1項)､(6)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)

6 6

貨物 2019 7 31
株式会社合田運輸（法人
番号4140001033898）
代表者合田雅浩

兵庫県神戸市兵庫区築
地町１－１０

本社
兵庫県神戸市兵
庫区築地町１－
１０

輸送施設の使用停止
（３０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条３項

平成３１年３月２０日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。
１件の違反が認められた。（１）過積載運送（貨物自動車運送事業法
第１７条第３項）

3 3

貨物 2019 7 31
有限会社黒石建材（法人
番号8490002009941)代
表者黒石愛

高知県高岡郡越知町片
岡６５０－１

本社営業所
高知県高知市朝
倉丙１３７－２
２

輸送施設の使用停止
（２０日車)及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項、第
60条第1項

平成３１年４月２３日、死亡事故を端緒として監査を実施したとこ
ろ、２件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が不
適切であり、連続運転時間の限度を超えて乗務していた者があったこ
と（安全規則第3条第4項）、(2)事業報告書及び事業実績報告書の提出
をしていなかったこと（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

2 2

乗合バス 2019 7 31

西鉄バス北九州株式会社
（法人番号
6290801004314） 代
表者庄山和利

福岡県北九州市小倉北
区砂津1-1-2

戸畑自動車
営業所

福岡県北九州市
戸畑区川代2-1-
46

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和1年7月3日、監査実施。2件の違反が認められた。(1)乗務時間等の
基準の遵守違反（旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第21条
第1項）､(2)運転者に対する指導監督違反（運輸規則第38条第1項）

0 0

貨物 2019 8 1
有限会社河部物流（法人
番号1500002013592)代
表者河部太志

愛媛県松山市菅沢町乙
４０９－１

本社営業所
愛媛県松山市菅
沢町乙４０９－
１

輸送施設の使用停止
（１５０日車)及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法第9条第1項、第
17条第1項、第4
項、第18条第3項、
第60条第1項、道路
運送車両法第52条

平成３１年２月２０日及び同年３月７日、労働局からの通報を端緒と
して監査を実施したところ、１５件の違反が確認された。(1)自動車車
庫の位置及び収容能力に係る事業計画変更認可を受けていなかったこ
と（貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号）、(2)運転者の
過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間及び連続運転
時間の限度を超え、乗務していた者があったこと（貨物自動車運送事
業輸送安全規則(以下「安全規則」）第3条第4項）、(3)運転者の健康状
態の把握が確実になされていなかったこと（安全規則第3条第6項）、
(4)運転者に対する点呼の実施結果の記録が確実になされていなかった
こと（安全規則第7条第5項）、(5)運行指示書を作成していなかったこ
と（安全規則第9条の3第1項、第2項、第3項）、(6)運転者台帳の作成
が確実になされていなかったこと（安全規則第9条の5第1項）、(7)運
転者台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと（安全
規則第9条の5第1項）、(8)事業用自動車の運行の安全を確保するため
に必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと（安全規則第
10条第1項）、(9)新たに雇い入れした運転者に対して事業用自動車の
運行の安全を確保するために遵守すべき事項についての特別な指導が
不適切だったこと（安全規則第10条第2項）、(10)新たに雇い入れした
運転者に対して法令で定められた適性診断を受診させていなかったこ
と（安全規則第10条第2項）、(11)整備管理者の変更の届け出をしてい
なかったこと（道路運送車両法第52条）、(12)整備管理者に対して、
法令で定められた研修を受講させていなかったこと（安全規則第15
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貨物 2019 8 1
株式会社北薩輸送（法人
番号4340001016635）
代表者川畑世志仁

鹿児島県阿久根市鶴川
内511-3

本社営業所
鹿児島県阿久根
市鶴川内511-3

輸送施設の使用停止
（180日車）､文書警
告

貨物事業者運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項､法第17条第
4項､道路運送法第95
条

平成31年2月21日、監査実施。13件の違反が認められた。(1)乗務時間
等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」)第3条第4項)､(2)乗務時間等の基準なお書き違反(安全規則第3条第
4項)､(3)疾病、疲労等のおそれのある乗務(安全規則第3条第6項)､(4)点
呼の実施義務違反(安全規則第7条)､(5)点呼の記録事項義務違反(安全規
則第7条第5項)､(6)事故の記録義務違反(安全規則第9条の2）､(7)運転者
台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)､(8)運転者に対する
指導監督違反(安全規則第10条第1項)､(9)運転者に対する指導監督の記
録又は指導監督の記録保存違反(安全規則第10条第1項)､(10)特定運転者
に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)､(11)整備管理者
の研修受講義務違反(安全規則第15条)､(12)運行管理規程の制定違反(安
全規則第21条)､(13)自動車に関する表示義務違反（道路運送法第95
条）
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貨物 2019 8 1
株式会社ＫＳＴ（法人番
号6012801016309）代
表者藤本隆

東京都東大和市狭山５
－１６６３－１６

本社

東京都武蔵村山
市残堀５－１３
１－３マンショ
ン川島２０３

事業停止（7日間）、
輸送施設の使用停止
（261日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第13条

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、平成30年9
月4日、同年9月20日及び同年10月17日並びに同年11月7日、監査を実
施。14件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」）第3条第4項）、
（2）疾病のおそれのある乗務（安全規則第3条第6項）、（3）点呼の
実施義務違反等（安全規則第7条）、（4）乗務等の記録義務違反等
（安全規則第8条第1項）、（5）乗務等の記録の不実記載違反（安全規
則第8条第1項）、（6）運行記録計による記録義務違反（安全規則第9
条）、（7）運行記録計による記録の不実記録違反（安全規則第9
条）、（8）運転者に対する指導監督違反（安全規則第10条第1項）、
（9）初任運転者に対する指導監督違反（安全規則第10条第2項）、
（10）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第10条第2
項）、（11）定期点検整備の実施違反（安全規則第13条）、（12）運
行管理者に対する指導及び監督違反（安全規則第22条）、（13）運行
管理者の講習受講義務違反（貨安全規則第23条第1項）、（14）自動車
に関する表示義務違反（道路運送法第95条）

45 45

貨物 2019 8 1
株式会社片野運輸（法人
番号6040001043336）
代表者福田雄二

千葉県富里市七栄４６
３－３

本社
千葉県富里市七
栄字二本榎４６
３－３

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

救護措置義務違反があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平
成31年1月8日、監査を実施。2件の違反が認められた。（1）点呼の実
施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」）
第7条）、（2）運転者に対する指導監督違反（安全規則第10条第1項）

0 0

タクシー 2019 8 1

有限会社となん交通（法
人番号６４００００２０
０４８１２） 代表者菅
原弘安

岩手県盛岡市門二丁目
１７番１４号

本社営業所
岩手県盛岡市門
二丁目１２４番
２

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

令和元年７月１１日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として監査
を実施した結果、2件の違反が認められた。（１）乗務員台帳の作成義
務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第３７条
第１項）、（２）運転者に対する指導監督義務違反（運輸規則第３８
条第１項）

0 0

タクシー 2019 8 1

株式会社大佐和タクシー
（法人番号
2040001097996） 代
表者 志波 生朗

千葉県富津市千種新田
３２３

本社営業所
千葉県富津市千
種新田３２３

文書警告
道路運送法（以下、
運送法）第27条第3
項

平成31年2月18日及び平成31年3月8日、新規許可を受けたことを端緒
として監査を実施。2件の違反が認められた。(1)点呼の記録義務違反
(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第24条第5項)､(2)運転者
に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)

0 0

貸切バス 2019 8 1

八幡浜観光バス株式会社
（法人番号
5500001008482)代表者
宇都宮敏薫

愛媛県八幡浜市保内町
喜木１番耕地１１６－
１

本社営業所
愛媛県八幡浜市
保内町喜木１番
耕地１１６－１

輸送施設の使用停止
（１２０日車)及び文
書警告

道路運送法第27条第
3項

令和元年５月８日、旅客自動車運送事業に関する監査方針に基づき監
査を実施したところ、６件の違反が確認された。(1)運転者に対する点
呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと（（旅客自動車運送事
業運輸規則（以下「運輸規則」）第24条第5項）、(2)乗務員台帳につ
いて定められた事項の記録が不適切であったこと（運輸規則第37条第1
項）、(3)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に
対する指導監督が不適切であったこと（運輸規則第38条第1項）、(4)
新たに雇い入れした運転者に対して事業用自動車の運行の安全を確保
するために遵守すべき事項についての特別な指導が不適切であったこ
と（運輸規則第38条第2項）、(5)新たに雇い入れした運転者に対して
法令で定められた適性診断を受診させていなかったこと（運輸規則第
38条第2項）、(6)自動車検査証の有効期間が満了している事業用自動
車を運行していたこと(運輸規則第45条、道路運送車両法第58条第1
項）

12 12

貨物 2019 8 2
丸西運輸株式会社（法人
番号5490001006298)代
表者丸岡英文

高知県南国市小籠７８
０－４

本社営業所
高知県土佐市市
野々５６５－３

輸送施設の使用停止
（６０日車)及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項、第
3項、第4項、第60
条第1項

平成３１年４月２２日、公安委員会からの通報を端緒として監査を実
施したところ、４件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関す
る措置が不適切であり、所定の拘束時間の限度を超え、また所定の休
息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと（安全
規則第3条第4項）、(2)過積載による運送の引き受けを行っていたこと
（貨物自動車運送事業法第17条第3項）、(3)運転者台帳について定め
られた事項の記録が不適切であったこと（安全規則第9条の5第1項）、
(4)事業報告書及び事業実績報告書の提出をしていなかったこと（貨物
自動車運送事業法第60条第1項）

8 8

貨物 2019 8 2
株式会社力昇建設（法人
番号3290001039881）
代表者山田文

福岡県糸島市板持106-2 本社営業所
福岡県糸島市板
持106-2

輸送施設の使用停止
（10日車）､文書警告

貨物事業者運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項､法第17条第
4項

平成31年4月12日、監査実施。7件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」)第3条第4項)､(2)疾病、疲労等のおそれのある乗務(安全規則第3条
第6項)､(3)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)､(4)運転者台帳
の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)､(5)運転者に対する指導
監督違反(安全規則第10条第1項)､(6)運転者に対する指導監督の記録事
項義務違反(安全規則第10条第1項)､(7)運行管理者の講習受講義務違反
(安全規則第23条第1項)

1 1

貨物 2019 8 2
アチハ株式会社（法人番
号5120001101284）代
表者阿知波孝明

大阪府大阪市住之江区
南港中１丁目１番６７
号

本社
大阪府大阪市住
之江区南港中１
丁目１番６７号

輸送施設の使用停止
（４０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年１０月３日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実
施。５件の違反が認められた。（１）事業計画変更事前届出違反（各
営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数違反）（貨物自動車運
送事業法第９条第３項）、（２）乗務時間等の告示の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、
（３）点呼の実施義務違反（安全規則第７条）、（４）点呼の記録事
項義務違反（安全規則第７条第５項）、（５）限度超過車両の通行
（安全規則第５条の２）

4 4

貸切バス 2019 8 2

株式会社エムトラベル
（法人番号８１００００
１０１６３５８） 代表
者丸山秀之

長野県安曇野市穂高有
明１０３２０－１

本社営業所
長野県安曇野市
穂高有明１０３
２０－１

文書警告（処分日車
数40日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
（6）による）

道路運送法第２７条
第３項

令和元年６月２７日、監査実施。１件の違反が認められた。（１）運
転者に対する指導監督告示による運転者に対する特別な指導及び適性
診断受診義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第２項）

13 4

貸切バス 2019 8 2

有限会社やまびこ（法人
番号６１００００２０２
６９４４） 代表者江津
東

長野県大町市大字大町
２１９２－５

旅客事務所
長野県大町市平
１８６６－１

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

令和元年６月２８日、監査実施。２件の違反が認められた。（１）乗
務時間等告示の遵守違反（旅客自動車運送事業運輸規則第２１条第１
項）（２）運転者に対する指導監督告示による運転者に対する指導監
督義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１項）

0 0

貸切バス 2019 8 2

南国交通観光株式会社
（法人番号
6340001003193） 代
表者萩本千博

鹿児島県鹿児島市照国
町12-15

鹿児島小野
営業所

鹿児島県鹿児島
市小野町5046-30

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和1年7月19日、監査実施。3件の違反が認められた。(1)点呼の記録
事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」)第24
条第5項）､(2)乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条第1
項）､(3)運転者に対する指導監督違反（運輸規則第38条第1項）

0 0



貸切バス 2019 8 2 廣田敏幸 長崎県西彼杵郡時津町 本社営業所
長崎県西彼杵郡
時津町

輸送施設の使用停止
（370日車）､文書警
告､文書勧告

道路運送法（以下｢
法｣）第9条の2第1
項､法第16条第1項､
法第27条第3項､法第
94条第1項

平成30年9月13日、監査実施。18件の違反が認められた。(1)疾病、疲
労等のおそれのある乗務（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸
規則」)第21条第5項）､(2)日雇い運転者等の選任禁止違反（運輸規則第
36条第1項）､(3)乗務員台帳の作成義務違反（運輸規則第37条第1項）､
(4)乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条第1項）､(5)運行管
理者の補助者の要件違反（運輸規則第47条の9第3項）､(6)点呼の実施
義務違反（運輸規則第24条）､(7)点呼の記録事項義務違反（運輸規則
第24条第5項）､(8)運転者に対する指導監督違反（運輸規則第38条第1
項）､(9)特定運転者に対する特別な指導監督違反（運輸規則第38条第2
項）､(10)特定運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第38条
第2項）､(11)運行に関する状況把握等の体制整備違反（運輸規則第21
条の2）､(12)運行指示書の記載事項義務違反（運輸規則第28条の2第1
項）､(13)運送引受書の記載事項不備違反（運輸規則第7条の2第1項）､
(14)運賃料金事前届出、運賃料金変更事前届出違反（道路運送法（以下
「法」)第9条の2第1項）､(15)事業計画(営業所・自動車車庫・配置車両
数)に定める業務の確保違反（法第16条第1項）､(16)運行管理者の選任
違反（法第23条第1項）､(17)報告義務違反（法第94条第1項）､(18)休
憩、仮眠又は睡眠のための施設の変更届出義務違反(道路運送法施行規
則第66条第1項第6号)

37 37

貨物 2019 8 5

株式会社丸山運送（法人
番号７３７０００１００
６１５１） 代表者三浦
一夫

宮城県仙台市宮城野区
港４丁目１番地２

本社営業所
宮城県仙台市宮
城野区港４丁目
１番地２

輸送施設の使用停止
（６０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３１年２月１９日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、2
件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第１０条第１
項）、（２）無車検運行（安全規則第１３条及び道路運送車両法第５
８条第１項）

6 6

貨物 2019 8 5

宮崎ダイキュー運輸株式
会社（法人番号
2350001009516） 代
表者譽田俊二

宮崎県日南市大字東弁
分乙351-1

本社営業所
宮崎県日南市大
字東弁分乙351-1

輸送施設の使用停止
（80日車）､文書警告

貨物事業者運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項､法第17条第
4項

令和1年5月9日、監査実施。8件の違反が認められた。(1)乗務時間等の
基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」)
第3条第4項)､(2)乗務時間等の基準なお書き違反(安全規則第3条第4項)､
(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)､(4)点呼の記録事項義務違反(安
全規則第7条第5項)､(5)事故の記録事項義務違反(安全規則第9条の2)､
(6)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)､(7)特定運転者
に対する特別な指導監督違反(安全規則第10条第2項)､(8)特定運転者に
対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)

17 8

貨物 2019 8 5
協同運送株式会社（法人
番号3122001018279）
代表者山﨑禮子

大阪府八尾市楽音寺１
－７２

本社
大阪府大阪市西
区川口４－８－
４

輸送施設の使用停止
（１４０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年９月１２日及び同年９月２６日、法令違反の疑いがあるこ
とを端緒に監査を実施。１４件の違反が認められた。（１）事業計画
変更認可違反（自動車車庫の位置）（貨物自動車運送事業法（以下
「法」）第９条第１項）、（２）事業計画変更認可違反（休憩・睡眠
施設の位置）（法第９条第１項）、（３）事業計画変更事後届出違反
（営業所位置）（法第９条第３項）、（４）健康状態の把握義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第６
項）、（５）点呼の記録義務違反（安全規則第７条第５項）、（６）
乗務等の記録事項義務違反（安全規則第８条）、（７）運転者台帳の
作成義務違反（安全規則第９条の５第１項）、（８）運転者台帳の記
載事項義務違反（安全規則第９条の５第１項）、（９）運転者に対す
る指導監督違反（安全規則第１０条第１項）、（１０）初任運転者及
び高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第１０条第２
項）、（１１）整備管理者の選任未届出違反（道路運送車両法第５２
条）、（１２）定期点検整備の実施違反（３ヶ月点検）（安全規則第
１３条、道路運送車両法第４８条）、（１３）運行管理者の選任未届
出違反（安全規則第１９条）、（１４）社会保険等加入義務違反（法
第２５条第２項）

14 14

貨物 2019 8 5
有限会社飯室（法人番号
1030002100249）代表
者飯室譽

埼玉県川口市大字木曽
呂７６６－６

本社
埼玉県川口市大
字木曽呂７６６
－６

事業停止（30日
間）、輸送施設の使
用停止（150日車）

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
27条第１項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、平成30年7月24日、監査
を実施。14件の違反が認められた。（1）健康状態の把握義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」）第3条第6項）、
（2）点呼の実施義務違反等（安全規則第7条）、（3）運行記録計によ
る記録義務違反（安全規則第9条）、（4）運転者に対する指導監督違
反（安全規則第10条第1項）、（5）高齢運転者に対する指導監督違反
（安全規則第10条第2項）、（6）高齢運転者に対する適性診断受診義
務違反（安全規則第10条第2項）、（7）定期点検整備の実施違反（安
全規則第13条）、（8）整備管理者の研修受講義務違反（安全規則第15
条）、（9）運行管理者の講習受講義務違反（安全規則第23条第1
項）、（10）運行管理補助者の要件違反（安全規則第18条第3項）、
（11）名義貸し（法第27条第1項）、（12）事業計画の変更認可違反
（法第9条第1項）、（13）事業の健全な発達を阻害する競争のうち社
会保険等に未加入のもの（法第25条第2項）、（14）報告義務違反（貨
物自動車運送事業報告規則第2条）

45 45

タクシー 2019 8 5

日本交通株式会社大阪
(法人番号
7120001030151)代表者
南都武司

大阪府大阪市港区弁天2
丁目10番6号

港
大阪府大阪市港
区弁天2丁目10番
1号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数（放
置駐車違反）が過去1年以内に3件に達した。運転者に対する指導監督
義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

タクシー 2019 8 5
関タクシー株式会社（法
人番号6190001024684)
代表者岩間政一

三重県亀山市関町会下
1203番地1

本社営業所
三重県亀山市関
町会下1203番地1

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第24条第5
項

令和元年7月16日、監査方針に基づき、監査を実施。2件の違反が認め
られた。(1)点呼の記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第
5項)､(2)乗務等の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第25
条第3項)

0 0

乗合バス 2019 8 5
六甲山観光株式会社(法
人番号9140001004300)
代表者宮西幸治

兵庫県神戸市灘区六甲
山町一ヶ谷1の32

六甲山上バ
ス

兵庫県神戸市灘
区六甲山町一ヶ
谷1丁目32番地

輸送施設の使用停止
（10日車）

道路運送法第15条の
3第2項

平成31年1月10日、事業者の報告に基づき調査を実施。1件の違反が認
められた。運行計画の変更事前届出違反(道路運送法第15条の3第2項)

2 1

貨物 2019 8 6

株式会社NBSロジソル
（法人番号
2030001068338） 代
表者河野逸郎

埼玉県越谷市流通団地
4-1-10

小郡営業所
福岡県小郡市干
潟字船底807-16

輸送施設の使用停止
（60日車）､文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第8
条第1項､法第17条第
1項､法第17条第4項

令和1年5月27日､監査実施。8件の違反が認められた。(1)事業計画(配
置車両数)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法第8条
第1項)､(2)運転者台帳の記載事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安
全規則（以下｢安全規則｣）第9条の5第1項)､(3)点呼の実施義務違反(安
全規則第7条)､(4)運行指示書に係る（作成、指示、携行）義務違反(安
全規則第9条の3第1項)､(5)乗務時間等の基準の遵守違反(安全規則第3条
第4項)､(6)乗務時間等の基準なお書き違反(安全規則第3条第4項)､(7)運
転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)､(8)運転者に対する
指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反(安全規則第10条第1項)

6 6

貨物 2019 8 6

株式会社物流システム
（法人番号
5120101021738）代表
者佐藤良雄

大阪府堺市美原区木材
通２丁目１－１２

本社
大阪府堺市美原
区木材通２丁目
１－１２

輸送施設の使用停止
（４０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項

平成３０年１１月２９日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実
施。７件の違反が認められた。（１）事業計画変更認可違反（休憩・
睡眠施設の位置）（貨物自動車運送事業法（以下「法」）第９条第１
項）、（２）事業計画変更事後届出違反（営業所位置）（法第９条第
３項）、（３）乗務時間等の告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、（４）点呼の実施
義務違反（安全規則第７条）、（５）点呼の記録事項義務違反（安全
規則第７条第５項）、（６）運転者に対する指導監督違反（安全規則
第１０条第１項）、（７）初任運転者に対する適性診断受診義務違反
（安全規則第１０条第２項）

4 4



貨物 2019 8 6

有限会社飯田建材店（法
人番号
4060002000006）代表
者飯田泉

栃木県宇都宮市芦沼町
１９２７

本社
栃木県宇都宮市
芦沼町１９２７

輸送施設の使用停止
（135日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第13条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成31年1月29日及び同年
2月6日、監査を実施。10件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示
の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」）第
3条第4項）、（2）点呼の実施義務違反等（安全規則第7条）、（3）乗
務等の記録義務違反（安全規則第8条第1項）、（4）乗務等の記録事項
義務違反（安全規則第8条第1項）、（5）運行記録計による記録義務違
反（安全規則第9条）、（6）運転者に対する指導監督違反等（安全規
則第10条第1項）、（7）初任運転者に対する指導監督違反（安全規則
第10条第2項）、（8）定期点検整備の実施違反（安全規則第13条）、
（9）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、
（10）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）

14 14

貨物 2019 8 6
有限会社秋多運送（法人
番号1013102001624）
代表者岡部達也

東京都あきる野市原小
宮２－３－６

本社
東京都あきる野
市原小宮２－３
－６

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

過積載運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として令和元年6
月19日、監査を実施。1件の違反が認められた。（1）過積載運送（貨
物自動車運送事業法第17条第3項）

3 3

タクシー 2019 8 6

イルカ交通株式会社（法
人番号１２３０００１０
０８６９５） 代表者村
西更新

富山県小矢部市赤倉１
６９

本社営業所
富山県高岡市二
塚４１８－１

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

令和元年７月１８日、監査実施。２件の違反が認められた。（１）運
転者に対する指導監督告示による運転者に対する特別な指導及び適性
診断受診義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第２項）

0 0

タクシー 2019 8 6

株式会社ＷＯＲＬＤ Ｃ
ＡＢＩＮ（法人番号
1011101059873） 代
表者 河村 ?玲

東京都新宿区新宿５－
１７－１３ ＯＲＩＥ
ＮＴＡＬ－ＷＡＶＥビ
ル６階

千葉営業所
千葉県香取郡多
古町十余三２８
１－１４

輸送施設の使用停止
（20日車）

運送法第9条の3第1
項、運送法第27条第
3項、道路運送車両
法（以下、車両法）
第48条

平成31年2月20日、新規許可を受けたことを端緒として監査を実施。4
件の違反が認められた。(1)運賃料金変更認可違反(運送法第9条の3第1
項)､(2)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)､(3)運転者に対する
指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(4)定期点検整備の未実施(車
両法第48条)

2 2

タクシー 2019 8 6

みどり交通有限会社（法
人番号
8060002034611） 代
表者 梁島 昭一

栃木県下都賀郡壬生町
緑町３－９－１５

本社営業所
栃木県下都賀郡
壬生町緑町３－
９－１５

輸送施設の使用停止
（15日車）

運送法第27条第3
項、車両法第48条、
運送法第30条第2項

平成31年3月7日、法令違反の疑いがあることを端緒として監査を実
施。5件の違反が認められた。(1)健康状態の把握義務違反(運輸規則第
21条第5項)､(2)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1
項)､(3)定期点検整備の未実施(車両法第48条)､(4)指導主任者の選任届
出義務違反(運輸規則第68条第1項第3号)､(5)事業の健全な発達を阻害す
る競争(運送法第30条第2項)

2 2

タクシー 2019 8 6

阪急タクシー株式会社
（法人番号
8120901025225）代表
者鈴木雅司

大阪府豊中市服部南町3
丁目5番12号

西宮
兵庫県西宮市高
畑町2－27

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和元年7月16日、長期未実施を端緒に監査を実施。1件の違反が認め
られた。乗務等の記録事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第25
条第3項、第4項)

0 0

乗合バス 2019 8 6
神戸市(法人番号
9000020281000)代表者
岸田泰幸

兵庫県神戸市兵庫区御
崎町1丁目2番1号

落合営業所
兵庫県神戸市須
磨区東落合1丁目
1番5号

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第2条第3項

令和元年6月20日、近畿運輸局において苦情を端緒に調査を実施。1件
の違反が認められた。一般準則(職務遂行の指導、措置)違反(旅客自動
車運送事業運輸規則第2条第3項)

1 0

貸切バス 2019 8 6

有限会社ＨＡＲＵＫＡ
（法人番号：
5030002106746） 代
表者 佐々木春霞

東京都江戸川区鹿骨1-
54-14

東京営業所
東京都江戸川区
鹿骨1-54-14

輸送施設の使用停止
（100日車）

道路運送法第9条の2
第1項

平成31年1月11日及び平成31年1月18日、定期的な監査を実施。4件の
違反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法(以下｢運
送法｣)第9条の2第1項)､(2)点呼の記録義務違反(旅客自動車運送事業運
輸規則(以下｢運輸規則｣)第24条第5項)､(3)運転者に対する指導監督等義
務違反(運輸規則第38条第1項)､(4)報告義務違反(運送法第94条第1項)

29 10

貸切バス 2019 8 6

総和観光株式会社（法人
番号：
2050001019165） 代
表者 田續幸雄

茨城県古河市上片田
1427-2

本社営業所
茨城県古河市上
片田1427-2

輸送施設の使用停止
（60日車）

道路運送法第9条の2
第1項

平成30年11月28日及び平成30年12月26日、定期的な監査を実施。4件
の違反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条
第5項)､(2)乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以
下｢運輸規則｣)第21条第1項)､(3)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24
条第5項)､(4)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)

29 6

貸切バス 2019 8 6

有限会社さつき観光バス
（法人番号：
6060002020159） 代
表者 大塚栄

栃木県鹿沼市加園138-2 本社営業所
栃木県鹿沼市加
園138-2

文書警告（処分日車
数20日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
（6）による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第5
項

令和元年6月20日、定期的な監査を実施。3件の違反が認められた。(1)
疾病のおそれのある乗務(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規
則｣)第21条第5項)､(2)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38
条第1項)､(3)定期点検整備等の未実施(運輸規則第45条)

2 2

貸切バス 2019 8 6
星揚株式会社（法人番号
2080401019539）代表
取締役村松揚揚

静岡県浜松市中区住吉
一丁目２５－８

本社

静岡県浜松市中
区葵西四丁目２
０－１オーベル
ジュ葵２０６

輸送の安全確保命令
道路運送法第２７条
３項

令和元年７月5日、監査方針に基づいて監査を実施したところ、違反の
恐れがある事項が確認されたことから、令和元年８月６日指摘事項確
認監査を実施。当該監査において輸送の安全確保に関する是正措置が
講じられていない事を確認したため。

24 0

貨物 2019 8 7

信州ヤマヨ運輸株式会社
（法人番号７１００００
１００１３１１） 代表
者工藤剛

長野県長野市若穂綿内
字南條３５６－１

本社営業所
長野県長野市若
穂綿内南條３５
６－１

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項

平成３０年１０月２４日、監査実施。１件の違反が認められた。
（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第３条第４項）

1 1

貨物 2019 8 7
岡崎運送株式会社（法人
番号8180301000310）
代表取締役水越清彦

愛知県岡崎市東牧内町
字堤外３０番地２

本社

愛知県岡崎市東
牧内町字堤外３
０番２、３１番
２

輸送施設の使用停止
（５０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項及び第
４項

平成３１年２月１９日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として監
査実施。３件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第
４項）、（２）点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１項及び第２
項）、（３）運転者に対する指導監督違反（安全規則第１０条第１
項）

5 5

貨物 2019 8 7

霧島運輸倉庫株式会社
(法人番号
4340001007221) 代表
者岸田美津志

鹿児島県霧島市溝辺町
麓316

本社営業所
鹿児島県霧島市
溝辺町麓316-2

輸送施設の使用停止
(20日車)、文書警告

貨物事業者運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項､法第17条第
4項

令和1年5月28日、監査実施。7件の違反が認められた。(1)疾病、疲労
等のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全
規則」)第3条第6項)､(2)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)､(3)点呼の
記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)､(4)乗務等の記録事項義務違反
(安全規則第8条)､(5)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5
第1項)､(6)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)､(7)特
定運転者に対する特別な指導監督違反(安全規則第10条第2項)

2 2

貨物 2019 8 7
株式会社吹上実総（法人
番号9340001005939）
代表者有馬正貢

鹿児島県日置市吹上町
中之里1896-12

本社営業所

鹿児島県日置市
吹上町中之里
1896-12､1893-
11､1894-1

輸送施設の使用停止
(100日車)、文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第8
条第1項､法第17条第
4項、法第60条第1
項､道路運送車両法
第48条

平成31年4月5日､監査実施。15件の違反が認められた。(1)～（2）事業
計画(自動車車庫・配置車両数)に定めるところに従う義務違反(貨物自
動車運送事業法（以下｢法｣）第8条第1項)､(3)点呼の実施義務違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第7条)､(4)点呼の記録
事項義務違反(安全規則第7条第5項)､(5)乗務等の記録事項義務違反(安
全規則第8条)､(6)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1
項)､(7)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)､(8)運転者
に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反(安全規則第10条
第1項)､(9)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10
条第1項)､(10)特定運転者に対する特別な指導監督違反(安全規則第10条
第2項)､(11)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条
第2項)､(12)整備管理者の研修受講義務違反(安全規則第15条)､(13)定期
点検整備の実施違反(安全規則第13条、道路運送車両法第48条)､(14)運
行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項)､(15)報告義務違反
(法第60条第1項)

10 10



貨物 2019 8 7
有限会社北光運輸（法人
番号4120002076064）
代表者北川朝子

大阪府枚方市津田元町
２丁目４１番１７号

本社
大阪府枚方市津
田元町２ー４
１ー１７

輸送施設の使用停止
（８０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年１０月１日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。９
件の違反が認められた。（１）乗務時間等の告示の遵守違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、
（２）点呼の記録義務違反（安全規則第７条第５項）、（３）点呼の
記録事項義務違反（安全規則第７条第５項）、（４）乗務等の記録義
務違反（安全規則第８条）、（５）乗務等の記録事項義務違反（安全
規則第８条）、（６）運行記録計による記録義務違反（安全規則第９
条）、（７）運転者台帳の記載事項義務違反（安全規則第９条の５第
１項）、（８）定期点検整備の実施違反（３ヶ月点検）（安全規則第
１３条、道路運送車両法第４８条）、（９）社会保険等加入義務違反
（貨物事業者運送事業法第２５条第２項）

8 8

貨物 2019 8 7
株式会社池田運送（法人
番号6122001022542）
代表者池田一也

大阪府八尾市西久宝寺
６９４番地２号

本社
大阪府八尾市西
久宝寺６９４番
地２号

輸送施設の使用停止
（２０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年１１月１４日及び同年１２月１４日、死亡事故を引き起こ
したことを端緒に監査を実施。４件の違反が認められた。（１）健康
状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全
規則」）第３条第６項）、（２）点呼の記録事項義務違反（安全規則
第７条第５項）、（３）初任運転者に対する適性診断受診義務違反
（安全規則第１０条第２項）、（４）社会保険等加入義務違反（貨物
事業者運送事業法第２５条第２項）

3 2

タクシー 2019 8 7

有限会社泉中央タクシー
（法人番号４３７０００
２０１８１６５） 代表
者目黒勝己

宮城県仙台市泉区市名
坂字楢町２０１番地の
１０

本社営業所

宮城県仙台市泉
区市名坂字楢町
２０１番地の１
０

輸送施設の使用停止
（６０日車）及び文
書警告

道路運送法第２７条
第３項

平成３１年１月２４日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として監
査を実施した結果、7件の違反が認められた。（１）疾病・疲労等のお
それのある乗務（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）
第２１条第５項）、（２）点呼の記録事項義務違反（運輸規則第２４
条第５項）、（３）乗務員台帳の作成義務違反（運輸規則第３７条第
１項）、（４）運転者に対する指導監督義務違反（運輸規則第３８条
第１項）、（５）初任運転者及び高齢運転者に対する指導義務違反
（運輸規則第３８条第２項）、（６）高齢運転者に対する適性診断受
診義務違反（運輸規則第３８条第２項）、（７）運行管理者の講習受
講義務違反（運輸規則第４８条の４第１項）

6 6

タクシー 2019 8 7

有限会社下小薗タクシー
（法人番号
8340002014667） 代
表者下小薗充

鹿児島県伊佐市大口里
2170

本店営業所
鹿児島県伊佐市
大口里2170-1

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和1年6月17日、監査実施。3件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」)
第21条第1項）､(2)乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条第
1項）､(3)運転者に対する指導監督違反（運輸規則第38条第1項）

0 0

貸切バス 2019 8 7

株式会社鳥海観光（法人
番号４４１０００１００
５２３４） 代表者佐藤
司

秋田県由利本荘市矢島
町元町字新所３１番地
１

本社営業所
秋田県由利本荘
市矢島町元町字
新所３１番地１

輸送施設の使用停止
（３７０日車）及び
文書警告

道路運送法（以下
「法」）第９条の２
第１項、法第２７条
第３項

平成３０年１１月６日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、
13件の違反が認められた。（１）運賃料金事前届出、運賃料金変更事
前届出違反（道路運送法第９条の２第１項）、（２）疾病・疲労等の
おそれのある乗務（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規
則」）第２１条第５項）、（３）運行に関する状況把握等のための体
制の整備違反（運輸規則第２１条の２）、（４）点呼の実施義務違反
（運輸規則第２４条第１項、第２項）、（５）乗務等の記録事項義務
違反（運輸規則第２５条第２項）、（６）運行記録計による記録義務
違反（運輸規則第２６条第１項）、（７）運行指示書の作成等義務違
反（運輸規則第２８条の２第１項）、（８）乗務員台帳の作成義務違
反（運輸規則第３７条第１項）、（９）運転者に対する指導監督義務
違反（運輸規則第３８条第１項）、（１０）運転者に対する指導監督
の記録違反（運輸規則第３８条第１項）、（１１）初任運転者及び高
齢運転者に対する指導義務違反（運輸規則第３８条第２項）、（１
２）高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第３８条第
２項）、（１３）定期点検整備の実施違反（運輸規則第４５条及び道
路運送車両法第４８条）

37 37

貸切バス 2019 8 7

株式会社大谷交通（法人
番号８３７０５０１００
００８２） 代表者畠山
淳

宮城県気仙沼市本吉町
田の沢９６番地の３

本社営業所
宮城県気仙沼市
本吉町田の沢９
６番地の３

輸送施設の使用停止
（１２０日車）及び
文書警告

道路運送法第２７条
第３項

平成３０年１２月１９日、監査方針を端緒として監査を実施した結
果、6件の違反が認められた。（１）点呼の実施義務違反（旅客自動車
運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第２４条第１項、第２項）、
（２）点呼の記録事項義務違反（運輸規則第２４条第５項）、（３）
日雇い運転者等の選任禁止違反（運輸規則第３６条第１項）、（４）
運転者に対する指導監督の記録違反（運輸規則第３８条第１項）、
（５）高齢運転者に対する指導義務違反（運輸規則第３８条第２
項）、（６）高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第
３８条第２項）

12 12

貨物 2019 8 8

株式会社目時運送（法人
番号３４２０００１０１
１９８３） 代表者目時
勝

青森県十和田市相坂字
小林２５３番地６

本社営業所
青森県十和田市
相坂字小林２５
３番地６

輸送施設の使用停止
（３０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項、法第
１７条第４項

平成３０年８月７日、１０月２９日及び１１月２２日、監査方針を端
緒として監査を実施した結果、10件の違反が認められた。（１）乗務
時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下
「安全規則」）第３条第４項）、（２）健康状態の把握義務違反（安
全規則第３条第６項）、（３）点呼の実施義務違反（安全規則第７条
第１項、第２項、第３項）、（４）点呼の記録事項義務違反（安全規
則第７条第５項）、（５）運行記録計による記録義務違反（安全規則
第９条）、（６）運行指示書の記載事項義務違反（安全規則第９条の
３第１項）、（７）運転者台帳の作成義務違反（安全規則第９条の５
第１項）、（８）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第１０
条第１項）、（９）初任運転者に対する指導義務違反（安全規則第１
０条第２項）、（１０）初任運転者に対する適性診断受診義務違反
（安全規則第１０条第２項）

3 3

貨物 2019 8 8
株式会社五大（法人番号
４３８０００１０１６７
７１） 代表者草野仁

福島県双葉郡楢葉町大
字大谷字仲平５７番地
１

株式会社五
大営業所

福島県双葉郡楢
葉町大字大谷字
仲平５６番地１

文書警告
貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

令和元年７月１０日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、4件
の違反が認められた。（１）点呼の記録事項義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７条第５項）、（２）運
転者台帳の記載事項義務違反（安全規則第９条の５第１項）、（３）
運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第１０条第１項）、
（４）運転者に対する指導監督の記録違反（安全規則第１０条第１
項）

0 0

貨物 2019 8 8
有限会社心和通商（法人
番号3140001112216）
代表者速水善和

兵庫県神戸市東灘区深
江浜町１番１

本社
兵庫県神戸市東
灘区深江浜町１
番１

輸送施設の使用停止
（４０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年１０月２３日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実
施。１０件の違反が認められた。（１）健康状態の把握義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第６
項）、（２）点呼の実施義務違反（安全規則第７条）、（３）点呼の
記録義務違反（安全規則第７条第５項）、（４）点呼の記録事項義務
違反（安全規則第７条第５項）、（５）乗務等の記録事項義務違反
（安全規則第８条）、（６）運行記録計による記録義務違反（安全規
則第９条）、（７）運転者台帳の記載事項義務違反（安全規則第９条
の５第１項）、（８）初任運転者に対する指導監督違反（安全規則第
１０条第２項）、（９）初任運転者に対する適性診断受診義務違反
（安全規則第１０条第２項）、（１０）事故の未届出違反（貨物自動
車運送事業法第２４条）

4 4

貨物 2019 8 8
株式会社山中運輸（法人
番号2120001016469）
代表者川井一郎

大阪府大阪市城東区永
田２－８－２

関東
埼玉県春日部市
樋籠５４２

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として令和元年5月
23日、監査を実施。3件の違反が認められた。（1）疾病のおそれのあ
る乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」）第3条
第6項）、（2）点呼の記録事項義務違反（安全規則第7条第5項）、
（3）運転者に対する指導監督違反（安全規則第10条第1項）

0 0

タクシー 2019 8 8 川辺達雄 大阪府大阪市鶴見区
大阪府大阪市鶴
見区

輸送施設の使用停止
（48日車）

道路運送法第13条
平成31年4月11日、近畿運輸局において苦情を端緒に調査を実施。1件
の違反が認められた。運送引受義務違反（道路運送法第13条）

5 5



タクシー 2019 8 8 三谷和義 大阪府吹田市
三谷タク
シー

大阪府吹田市
輸送施設の使用停止
（20日車）

道路運送法第27条第
3項

平成31年2月13日、大阪運輸支局において法令違反の疑いを端緒に調査
を実施。1件の違反が認められた。損害賠償責任保険(共済)締結義務違
反(旅客自動車運送事業運輸規則第19条の2)

2 2

乗合バス 2019 8 8

千歳相互観光バス株式会
社（法人番号７４３００
０１０４３７９９） 代
表者中村敬臣

北海道千歳市里美２丁
目１番５

長都営業所
北海道千歳市北
信濃８５９－２

文書警告
道路運送法第１２条
第１項 他８件

令和元年６月１８日、営業所新設を端緒として監査を実施。９件の違
反が認められた。（１）運賃料金、運送約款の掲示義務違反（道路運
送法第１２条第１項）、（２）事業計画の事前変更届出違反（道路運
送法施行規則第１５条第１項）、（３）疾病、疲労等のおそれのある
乗務（旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」）第２１条第５
項）、（４）運転基準図の作成、運転者への指導義務違反 記載事項
の不備（運輸規則第２７条第１項）、（５）乗務員台帳の作成義務違
反（運輸規則第３７条第１項）、（６）乗務員台帳の記載事項義務違
反（運輸規則第３７条第１項）、（７）運転者に対する指導監督違反
（運輸規則第３８条第１項）、（８）特定運転者に対する適性診断受
診義務違反（運輸規則第３８条第２項）、（９）書類の適切管理義務
違反（運輸規則第６９条）

0 0

貸切バス 2019 8 8

千歳相互観光バス株式会
社（法人番号７４３００
０１０４３７９９） 代
表者中村敬臣

北海道千歳市里美２丁
目１番５

長都営業所
北海道千歳市北
信濃８５９－２

文書警告（処分日車
数３０日車のため、
一般貸切旅客自動車
運送事業者に対する
行政処分等の基準
３．（６）による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第３８条第
２項 他５件

令和元年６月１８日、営業所新設を端緒として監査を実施。６件の違
反が認められた。（１）疾病、疲労等のおそれのある乗務（旅客自動
車運送事業運輸規則第２１条第５項）、（２）乗務員台帳の作成義務
違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３７条第１項）、（３）乗務員
台帳の記載事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３７条第１
項）、（４）運転者に対する指導監督違反（旅客自動車運送事業運輸
規則第３８条第１項）、（５）特定運転者に対する適性診断受診義務
違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第２項）、（６）書類の
適切管理義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第６９条）

3 3

貸切バス 2019 8 8

有限会社恵翔（法人番号
２４３０００２０４７５
５６） 代表者松岡和寿
美

北海道恵庭市北柏木町
３丁目７４番地１

本社営業所
北海道恵庭市北
柏木町３丁目７
４番地１

文書警告（処分日車
数２０日車のため、
一般貸切旅客自動車
運送事業者に対する
行政処分等の基準
３．（６）による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第３８条第
２項 他２件

令和元年７月１１日、新規許可等を端緒として監査を実施。３件の違
反が認められた。（１）運送引受書の記載事項義務違反（旅客自動車
運送事業運輸規則第７条の２第１項）、（２）運行指示書の記載事項
義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第２８条の２第１項）、
（３）運転者に対する特別な指導義務違反（旅客自動車運送事業運輸
規則第３８条第２項）

2 2

貸切バス 2019 8 8
富士観光株式会社（法人
番号3120101057924)代
表者馬新宇

大阪府泉南市樽井1丁目
14番2号

大阪営業所
大阪府泉南市樽
井1丁目14番2号

文書警告（処分日車
数40日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
（6）による）

道路運送法第27条第
3項

令和元年6月18日、新規許可を端緒に監査を実施。2件の違反が認めら
れた。（1）健康状態の把握義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則
(以下、「運輸規則」)第21条第5項）、（2）点呼の記録事項義務違反
（運輸規則第24条第5項）

4 4

貸切バス 2019 8 8
中紀バス株式会社（法人
番号8170001010288)代
表者高垣太郎

和歌山県日高郡由良町
里480番地3号

大阪営業所
大阪府泉南郡田
尻町りんくう
ポート北3番地34

文書警告（処分日車
数40日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
（6）による）

道路運送法第27条第
3項

令和元年6月11日及び同年7月9日、区域拡大を端緒に監査を実施。6件
の違反が認められた。（1）運送引受書の記載事項義務違反（旅客自動
車運送事業運輸規則(以下、「運輸規則」)第7条の2第1項）、（2）点
呼の実施義務違反（運輸規則第24条第1項、第2項、第3項）、（3）点
呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条第5項）、（4）乗務等の記録
事項義務違反（運輸規則第25条1項、第2項、第4項）、（5）運行指示
書の記載事項義務違反（運輸規則第28条の2第1項）、（6）乗務時間等
の基準の遵守違反（運輸規則第21条第1項）

4 4

貸切バス 2019 8 8
株式会社筑豊観光（法人
番号7290801014980）
代表者伊藤達也

福岡県宮若市宮永7-1 本社営業所
福岡県宮若市宮
永7-1

文書警告（処分日車
数10日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
（6）による）

道路運送法第27条第
3項

令和元年7月8日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)運行指示書
の記載事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)

3 1

貨物 2019 8 9

長田産業株式会社（法人
番号７１２０００１１５
３８４４） 代表者長田
明訓

大阪府交野市私部３－
２－１４

新潟営業所
新潟県上越市大
字福田字前野９
５５－２５

輸送施設の使用停止
（４０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項及
び同法第１７条第４
項

令和元年６月２６日、監査実施。３件の違反が認められた。（１）乗
務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第
４項）（２）乗務時間等告示なお書きの遵守違反（一運行の勤務時
間）（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第４項）（３）点呼の
実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第１項～第３項）

4 4

貨物 2019 8 9

キユーソーアレスト株式
会社（法人番号
1120001150005）代表
者神保直哉

大阪府枚方市野村中町
２２８

京都
京都府八幡市上
奈良サグリ前３
０番地６

文書警告
貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

令和元年６月１０日、同年７月１０日及び同年７月１１日、法令違反
の疑いがあることを端緒に監査を実施。２件の違反が認められた。
（１）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７
条）、（２）点呼の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第７条第５項）

0 0

貨物 2019 8 9
株式会社県運（法人番号
6490001005357)代表者
松本悦雄

高知県吾川郡いの町内
野南町８８

本社営業所
高知県吾川郡い
の町内野南町８
８

輸送施設の使用停止
（１０日車)及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項、第
4項

平成３１年３月１日、重傷事故を端緒として監査を実施したところ、
４件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が不適切
であり、所定の拘束時間の限度を超え、また所定の休息期間が十分確
保されない状態で乗務していた者があったこと（貨物自動車運送事業
輸送安全規則(以下「安全規則」）第3条第4項）、(2)運転者に対する点
呼が確実になされていなかったこと（安全規則第7条第1項、第2項、第
3項）、(3)運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であった
こと（安全規則第7条第5項）、(4)運転者台帳について定められた事項
の記録が不適切であったこと（安全規則第9条の5第1項）

1 1

タクシー 2019 8 9
日本交通株式会社（法人
番号1140001066513）
代表者澤志郎

兵庫県三田市三輪2丁目
10番地1号

本社
兵庫県三田市三
輪2丁目10番地1
号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和元年7月10日、長期未実施を端緒に監査を実施。2件の違反が認め
られた。(1)点呼の記録事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則
（以下、｢運輸規則｣）第24条第5項)、（2）乗務等の記録事項義務違反
(運輸規則第25条第3項、第4項)

0 0

貨物 2019 8 13
株式会社橋本運送（法人
番号1130001035766）
代表者橋本正美

京都府亀岡市宮前町宮
川傍示ケ谷１７－１

本社
京都府亀岡市宮
前町宮川傍示ケ
谷１７－１

文書警告
貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

令和元年６月１４日及び同年７月２３日、法令違反の疑いがあること
を端緒に監査を実施。４件の違反が認められた。（１）点呼の記録保
存義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」）第
７条第５項）、（２）運行記録計による記録保存義務違反（安全規則
第９条）、（３）運送約款等の無掲示（貨物自動車運送事業法第１１
条）、（４）乗務等の記録事項義務違反（安全規則第８条）

0 0

貨物 2019 8 13
株式会社戸髙物流(法人
番号8350001009287)
代表者戸髙俊策

宮崎県宮崎市清武町大
字今泉甲3740-2

本社営業所
宮崎県宮崎市清
武町大字今泉甲
3743

輸送施設の使用停止
(50日車)、文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
8条第1項、法第17
条第1項、法17条第
4項

令和1年6月12日、監査実施。8件の違反が認められた。(1)～(2)事業計
画(自動車車庫・休憩睡眠施設)に定めるところに従う義務違反(貨物自
動車運送事業法第8条第1項)、(3)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(4)点呼の
実施義務違反(安全規則第7条)、(5)点呼の記録義務違反(安全規則第7条
第5項)、(6)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(7)運行記録
計による記録義務違反(安全規則第9条)、(8)運転者台帳の記載事項義務
違反(安全規則第9条の5第1項)

5 5



貨物 2019 8 13
株式会社岡本産業（法人
番号4340001013814）
代表者岡本孝志

鹿児島県鹿屋市下高隈
町5454-11

都城営業所
宮崎県都城市太
郎坊町7739-1

輸送施設の使用停止
(20日車)、文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
8条第1項、法第17
条第1項、法第17条
第4項

平成30年12月12日、監査実施。11件の違反が認められた。(1)事業計画
(配置車両数)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法第8
条第1項)､(2)運転者台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則（以下「安全規則」)第9条の5第1項)､(3)運転者台帳の記載事項義
務違反(安全規則第9条の5第1項)､(4)点呼の実施義務違反(安全規則第7
条)､(5)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)､(6)運行記録計
による記録義務違反(安全規則第9条)､(7)乗務時間等の基準の遵守違反
(安全規則第3条第4項)､(8)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10
条第1項)､(9)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違
反(安全規則第10条第1項)､(10)特定運転者に対する特別な指導監督違反
(安全規則第10条第2項)､(11)特定運転者に対する適性診断受診義務違反
(安全規則第10条第2項)

2 2

貨物 2019 8 13
太田運輸株式会社（法人
番号6290001043988）
代表者太田哲治

福岡県朝倉郡筑前町三
並字薬師堂1472-1

熊本支店
熊本県宇城市豊
野町糸石23-3､
23-4､26-11

輸送施設の使用停止
（130日車）､文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
8条第1項、法第17
条第1項、法第17条
第3項､法第17条第4
項

平成30年10月30日、監査実施。7件の違反が認められた。(1)事業計画
(自動車車庫)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法
（以下｢法｣）第8条第1項)､(2)過積載運送(法第17条第3項)､(3)運転者台
帳の記載事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全
規則」)第9条の5第1項)､(4)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)､(5)乗
務時間等の基準の遵守違反(安全規則第3条第4項)､(6)乗務時間等の基準
なお書き違反(安全規則第3条第4項)､(7)運転者に対する指導監督違反
(安全規則第10条第1項)

22 13

タクシー 2019 8 13
エムケイ株式会社（法人
番号4130001013991）
代表者青木信明

京都府京都市伏見区竹
田中川原町53－1

国道十条
京都府京都市南
区上鳥羽北花名
町1－1

輸送施設の使用停止
（10日車）

道路運送法第20条
平成31年1月15日、京都運輸支局において苦情を端緒に調査を実施。1
件の違反が認められた。営業区域外旅客運送（道路運送法第20条）

3 1

タクシー 2019 8 13

有限会社銀星タクシー
（法人番号
1350002014045） 代
表者鞆田昌人

宮崎県都城市吉尾町
2144

本社営業所
宮崎県都城市吉
尾町2144

輸送施設の使用停止
(20日車)、文書警告､
文書勧告

道路運送法第27条第
3項

平成31年3月14日、監査実施。11件の違反が認められた。(1)疾病、疲
労等のおそれのある乗務（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸
規則」)第21条第5項）､(2)乗務員台帳の作成義務違反（運輸規則第37
条第1項）､(3)乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条第1
項）､(4)点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条第5項）､(5)乗務等
の記録事項義務違反（運輸規則第25条）､(6)指導主任者の届出義務違
反(運輸規則第68条第1項第3号)､(7)指導主任者の転任（退任）届出義務
違反(運輸規則第68条第1項第4号)､(8)運転者に対する指導監督違反（運
輸規則第38条第1項）､(9)特定運転者に対する特別な指導監督違反（運
輸規則第38条第2項）､(10)特定運転者に対する適性診断受診義務違反
（運輸規則第38条第2項）､(11)事故の記録事項不備違反(運輸規則第26
条の2）

2 2

貸切バス 2019 8 13

さんようバス株式会社法
人番号（４２４０００１
０３７４２７）代表者土
井俊斉

広島県豊田郡大崎上島
町東野４０３４－１

太田営業所
広島県豊田郡大
崎上島町東野４
０３４－１

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

継続監視の監査対象として、令和元年６月２７日に監査を実施。３件
の違反が認められた。（１）運送引受書の記載事項義務違反（旅客自
動車運送事業運輸規則（以下運輸規則）第７条の２第１項）（２）点
呼の記録事項義務違反（運輸規則第２４条第５項）（３）乗務員台帳
の記載事項義務違反（運輸規則第３７条第１項）

4 0

タクシー 2019 8 14

鈴蘭交通株式会社（法人
番号５４３０００１００
８４３２） 代表者香山
晴美

北海道札幌市西区宮の
沢１条５丁目１番１７
号

本社営業所
北海道札幌市西
区宮の沢１条５
丁目１番１７号

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第２１条第
５項

令和元年７月１６日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を
端緒として監査を実施。１件の違反が認められた。（１）疾病・疲労
等のおそれのある乗務（旅客自動車運送事業運輸規則第２１条第５
項）

0 0

タクシー 2019 8 14

新日本タクシー城東株式
会社(法人番号
2120001102731)代表者
立花永達

大阪府大阪市城東区今
福東1丁目7番5号

本社
大阪府大阪市城
東区今福東1-7-5

輸送施設の使用停止
（128日車）

道路運送法第27条第
3項

平成31年2月25日、同年3月15日及び令和元年6月11日、法令違反の疑
いを端緒に監査を実施。3件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準
の遵守違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下、｢運輸規則｣）第21
条第1項)、(2)乗務記録の不実記載(運輸規則第25条第3項、第4項)、(3)
運賃変更届出違反（特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自
動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第16条の4第1
項）

21 13

タクシー 2019 8 15
エムケイ株式会社（法人
番号4130001013991）
代表者青木信明

京都府京都市伏見区竹
田中川原町53－1

上賀茂
京都府京都市北
区上賀茂西河原
町１-１

文書警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数（最
高速度違反）が、過去1年以内に3件に達した。運転者に対する指導監
督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

3 0

貨物 2019 8 16

有限会社堀兄弟運送（法
人番号
2290002037019） 代
表者堀秀明

福岡県糟屋郡志免町大
字田富3-1-16

熊本営業所
熊本県熊本市南
区城南町鰐瀬
1808-36

輸送施設の使用停止
（40日車）､文書警告

貨物事業者運送事業
法（以下｢法｣）第8
条第1項､法第17条1
項､法第17条4項

令和1年6月6日、監査実施。9件の違反が認められた。(1)事業計画(配
置車両数)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法第8条
第1項)､(2)運転者台帳の記載事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安
全規則（以下「安全規則」)第9条の5第1項)､(3)運行管理者の講習受講
義務違反(安全規則第23条第1項)､(4)点呼の実施義務違反(安全規則第7
条)､(5)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)､(6)乗務等の記
録事項義務違反(安全規則第8条)､(7)運行記録計による記録義務違反(安
全規則第9条)､(8)乗務時間等の基準の遵守違反(安全規則第3条第4項)､
(9)特定運転者に対する特別な指導監督違反(安全規則第10条第2項)

6 4
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株式会社金沢国際サービ
ス（法人番号
1120001179060)代表者
金沢由香

大阪府大阪市西成区玉
出西1丁目16番5号

大阪
大阪府貝塚市水
間146－1

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和元年6月21日、新規許可を端緒に監査を実施。１件の違反が認めら
れた。点呼の記録事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第24条
第5項）

0 0
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有限会社谷江興業（法人
番号９４３０００２０４
６５８４） 代表者谷江
正巳

北海道江別市野幌若葉
町８番地の４０

本社営業所
北海道江別市野
幌若葉町８番地
の４０

輸送施設の使用停止
（１６０日車）及び
文書警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第３条
第６項 他１０件

平成３１年４月２４日、公安委員会からの通報等を端緒として監査を
実施。１１件の違反が認められた。（１）事業計画変更認可違反［自
動車車庫の位置及び収容能力］（貨物自動車運送事業法施行規則第２
条第１項第４号）、（２）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」）第３条第４項）、（３）乗
務時間等の基準なお書きの遵守違反（一運行の勤務時間）（安全規則
第３条第４項）、（４）疾病・疲労等のおそれのある乗務（安全規則
第３条第６項）、（５）疾病・疲労等乗務（安全規則第３条第６
項）、（６）点呼の記録事項義務違反（安全規則第７条第５項）、
（７）運行記録計による記録義務違反（安全規則第９条）、（８）事
故の記録義務違反（安全規則第９条の２）、（９）運転者台帳の記載
事項義務違反（安全規則第９条の５第１項）、（１０）運転者に対す
る指導監督違反（安全規則第１０条第１項）、（１１）特定運転者に
対する適性診断受診義務違反（安全規則第１０条第２項）

16 16
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有限会社抜海運送（法人
番号７４５０００２０１
１０９２） 代表者山本
稔

北海道稚内市朝日１丁
目４－５

本社営業所
北海道稚内市朝
日１丁目４－５

輸送施設の使用停止
（３０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第３条
第４項 他７件

令和元年５月２２日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を
端緒として監査を実施。８件の違反が認められた。（１）各営業所に
配置する事業用自動車の種別ごとの数違反（貨物自動車運送事業法施
行規則第６条第１項１号）、（２）乗務時間等の基準の遵守違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」）第３条第４項）、
（３）事故の記録事項義務違反（安全規則第９条の２）、（４）運転
者台帳の記載事項義務違反（安全規則第９条の５第１項）、（５）運
転者に対する指導監督違反（安全規則第１０条第１項）、（６）特定
運転者に対する特別な指導義務違反（安全規則第１０条第２項）、
（７）定期点検整備の実施違反（安全規則第１３条本文関係、第１
号）、（８）事故の届出違反（貨物自動車運送事業法第２４条）

3 3
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株式会社エース（法人番
号５４３０００１００２
０９６） 代表者林博己

北海道札幌市北区北２
５条西３丁目２－３

旭川営業所
北海道旭川市流
通団地３条５丁
目７番

輸送施設の使用停止
（２０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第１０
条第２項 他４件

令和元年６月２７日、公安委員会からの通報等を端緒として監査を実
施。５件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」）第３条第４
項）、（２）運行記録計による記録義務違反（安全規則第９条）、
（３）運転者に対する指導監督違反（安全規則第１０条第１項）、
（４）特定運転者に対する特別な指導義務違反（安全規則第１０条第
２項）、（５）特定運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則
第１０条第２項）

2 2
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有限会社関西友愛ライン
（法人番号
8120902012486）代表
者友重基

大阪府茨木市島４丁目
２３番２５号

本社
大阪府茨木市島
４丁目２３番２
５号

輸送施設の使用停止
（４０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項

平成３０年１０月２６日、労働局からの通報を端緒に監査を実施。３
件の違反が認められた。（１）乗務時間等の告示の遵守違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第３条第４項）、（２）健康状態の把握義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第６項）、（３）点
呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条）

7 4

タクシー 2019 8 19

東京ハイヤー株式会社
（法人番号１４６０１０
１００１１７２） 代表
者奥昌憲

北海道帯広市東２条南
１３丁目３番地

本社営業所
北海道帯広市東
２条南１３丁目
３番地

文書警告

旅客自動車運送事業
運輸規則第２４条第
１項、第２項 他３
件

令和元年７月２５日、長期未監査を端緒として監査を実施。４件の違
反が認められた。（１）点呼の実施義務違反（旅客自動車運送事業運
輸規則(以下「運輸規則」）第２４条第１項、第２項）、（２）点呼の
記録事項義務違反（運輸規則第２４条第５項）、（３）乗務員台帳の
記載事項義務違反（運輸規則第３７条第１項）、（４）運行管理者補
助者の要件違反（運輸規則第４７条の９第３項）

0 0
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日の丸ハイヤー株式会社
(法人番号
3140001013983)代表者
暮部光昭

大阪府池田市空港1丁目
9番6号

神戸
兵庫県神戸市長
田区長田天神町6
丁目4番8号

輸送施設の使用停止
（10日車）

道路運送法第27条第
3項

平成31年3月5日、労働局からの通報を端緒に監査を実施。5件の違反が
認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反（旅客自動車運送事業運
輸規則（以下、｢運輸規則｣）第21条第1項)、(2)点呼の記録事項義務違
反(運輸規則第24条第5項 )、(3)乗務員台帳の記載事項義務違反(運輸規
則第37条第1項)、(4)36協定届出違反(労働基準法第36条)、(5)就業規則
届出違反(労働基準法第89条)

1 1
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北九西鉄タクシー株式会
社（法人番号
4290801021674） 代
表者江頭慎一

福岡県北九州市八幡東
区昭和2-6-15

黒崎営業所
福岡県北九州市
八幡西区田町1-
1-21

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和1年7月25日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対
する指導監督違反（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

1 0
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八幡第一交通株式会社
（法人番号
1290802013871） 代
表者野口和之

福岡県北九州市八幡西
区紅梅1-8-13

黒崎営業所
福岡県北九州市
八幡西区紅梅1-
6-8

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和1年7月25日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対
する指導監督違反（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0
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西部タクシー株式会社
(法人番号
9360003000696）代表
者本村和弘

沖縄県那覇市辻1丁目16
番地13号

本社営業所
沖縄県那覇市辻1
丁目16番地13号

輸送施設の停止（60
日車）、文書警告

道路運送法(以下
「法」)第23条第3項

平成31年3月22日、死亡事故を引き起こしたことを端緒に監査実施。7
件の違反が認められた。(1)運行管理者解任届出違反(法第23条第3項)、
(2)疾病、疲労等のおそれのある乗務（旅客自動車運送事業運輸規則(以
下「運輸規則」)第21条第5項)、(3)事故記録の記録事項不備（運輸規則
第26条の2)、(4)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1
項）、(5)高齢運転者に対する特別な指導の実施義務違反(運輸規則第38
条第2項)、(6)初任運転者及び高齢運転者に対する適性診断受診義務違
反(運輸規則第38条第2項）、(7)整備管理者変更の未届出(運輸規則第45
条)

6 6
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有限会社栄光産業（法人
番号６４３０００２０５
１８４３） 代表者江場
智枝子

北海道芦別市北５条西
１丁目１－１８

本社営業所
北海道芦別市北
５条西１丁目１
－１８

輸送施設の使用停止
（３３０日車）及び
文書警告

旅客自動車運送事業
運輸規則第７条の２
第１項 他１５件

平成３１年２月１４日及び平成３１年３月６日、関係機関からの情報
を端緒として監査を実施。１６件の違反が認められた。（１）事業計
画の変更認可違反（道路運送法第１５条第１項）、（２）運送引受書
の交付義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第７条の２第１項）、
（３）領収書の発行義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第１０
条）、（４）点呼の記録保存義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則
第２４条第５項）、（５）運行指示書の作成、指示又は携行義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則第２８条の２第１項）、（６）運行指
示書の記載事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第２８条の２
第１項）、（７）乗務員台帳の作成義務違反（旅客自動車運送事業運
輸規則第３７条第１項）、（８）乗務員台帳の記載事項義務違反（旅
客自動車運送事業運輸規則第３７条第１項）、（９）運転者に対する
指導監督の記録違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１
項）、（１０）特定運転者に対する適性診断受診義務違反（旅客自動
車運送事業運輸規則第３８条第２項）、（１１）事業用自動車内運転
者氏名等掲示違反（旅客自動車運送事業運輸規則第４２条第１項）、
（１２）無車検運行（旅客自動車運送事業運輸規則第４５条）、（１
３）運行管理者の講習受講義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第
４８条の４第１項）、（１４）書類の適切管理義務違反（旅客自動車
運送事業運輸規則第６９条）、（１５）輸送の安全にかかわる公表情
報の報告義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第４７条の７第１
項）、（１６）報告義務違反（道路運送法第９４条第１項）

33 33
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ホノルル急行株式会社
（法人番号
1080101009667） 代
表者小野田勝

静岡県富士市厚原字５
９２番地１号

本社
静岡県富士市厚
原字溝上５９２
番地１号

文書警告（処分日車
数10日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

道路運送法（以下
「法」）第２７条第
３項

令和元年６月１３日、監査方針に基づいて監査実施。１件の違反が認
められた。（１）点呼の記録記載不備（旅客自動車運送事業運輸規則
第２４条第５項）

3 1
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菰野東部交通株式会社
（法人番号
3190001017641） 代
表者岸純人

三重県四日市市桜台一
丁目３３番地３

本社
三重県三重郡菰
野町大字小島４
５０５番地

文書警告（処分日車
数４0日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

道路運送法（以下
「法」）第２７条第
３項

令和元年６月１０日、監査方針に基づいて監査実施。３件の違反が認
められた。（１）点呼の記録義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則
（以下「運輸規則」）第２４条第５項）、（２）点呼の記録記載不備
（運輸規則第２４条第５項）、（３）運行指示書の記載不備（運輸規
則第２８条の２第１項）

24 4
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勢の國交通株式会社（法
人番号
1190001016414）代表
取締役小川啓

三重県四日市市浜田町
１番４号

四日市
三重県四日市市
伊坂町字高田１
６３３－１

輸送施設の使用停止
（１９０日車）及び
文書警告

道路運送法（以下
「法」）第９条の２
第１項、法第２５
条、法第２７条３項

平成３１年４月２５日、監査方針に基づいて監査実施。６件の違反が
認められた。（１）運賃料金の適正収受違反（法第９条第の２第１
項）、（２）運転者の要件違反（法第２５条）、（３）点呼の実施義
務違反（運輸規則第２４条第１項及び第２項）、（４）運行管理者に
対する指導監督違反（運輸規則第４８条の３）、（５）運送引受書の
記載不備（運輸規則第７条の２第１項）、（６）点呼の記録記載不備
（運輸規則第２４条第５項）

25 19
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協栄興運株式会社（法人
番号6120001042651）
代表者坂田将泰

大阪府大阪市西区京町
堀２－１２－１３

本社

大阪府大阪市住
之江区北加賀屋
１丁目１番２４
号

輸送施設の使用停止
（４０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年１１月１日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。１
０件の違反が認められた。（１）事業計画変更事後届出違反（主たる
事務所の位置）（貨物自動車運送事業法第９条第３項）、（２）乗務
時間等の告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第
４項）、（３）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第７条）、（４）点呼の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第７条第５項）、（５）乗務等の記録事項義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第８条）、（６）運行記録計による記録
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条）、（７）運転者
台帳の記載事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条の
５第１項）、（８）初任運転者及び高齢運転者に対する適性診断受診
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第２項）、
（９）整備管理者の選任及び解任未届出違反（道路運送車両法第５２
条）、（１０）運行管理者の解任未届出違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第１９条）

4 4



貨物 2019 8 20
朝陽運輸株式会社（法人
番号8011101012958）
代表者滝田勝則

東京都新宿区上落合１
－２３－１１－２０２

本社
東京都三鷹市新
川５－９－８

輸送施設の使用停止
（100日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、平成30年11月20日及び
12月20日、監査を実施。7件の違反が認められた。（1）乗務時間等告
示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）
疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安
全規則」）第3条第6項）、（3）点呼の実施義務違反等（安全規則第7
条）、（4）乗務等の記録事項義務違反（安全規則第8条第1項）、
（5）運転者に対する指導監督違反（安全規則第10条第1項）、（6）初
任・高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第10条第2
項）、（7）運行管理補助者の要件違反（安全規則第18条第3項）

10 10

貨物 2019 8 20
日本振興株式会社（法人
番号6010401022710）
代表者田上雄司

東京都港区海岸３－１
９－２

本店
東京都港区海岸
３－１－１４

輸送施設の使用停止
（100日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、平成31年1月24日、監査
を実施。9件の違反が認められた。（1）疾病のおそれのある乗務（貨
物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」）第3条第6項）、
（2）点呼の実施義務違反等（安全規則第7条）、（3）乗務等の記録事
項義務違反（安全規則第8条第1項）、（4）運行記録計による記録義務
違反（安全規則第9条）、（5）運転者に対する指導監督違反（安全規
則第10条第1項）、（6）高齢運転者に対する指導監督違反（安全規則
第10条第2項）、（7）初任・高齢運転者に対する適性診断受診義務違
反（安全規則第10条第2項）、（8）定期点検整備の実施違反（安全規
則第13条）、（9）運行管理補助者の要件違反（安全規則第18条第3
項）

10 10

貨物 2019 8 20

Ｍ・Ｄトランスポート株
式会社（法人番号
7013101006057）代表
者松村忠夫

東京都青梅市野上町４
－４－５藤村ビル３階

本社
東京都青梅市野
上町４－４－５
藤村ビル３階

輸送施設の使用停止
（70日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、平成30年11月27日、監
査を実施。7件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」）第3条第4
項）、（2）点呼の実施義務違反等（安全規則第7条）、（3）運行指示
書による作成義務違反（安全規則第9条の3）、（4）運転者に対する指
導監督違反等（安全規則第10条第1項）、（5）初任・高齢運転者に対
する指導監督違反（安全規則第10条第2項）、（6）初任・高齢運転者
に対する適性診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）、（7）整備
管理者の研修受講義務違反（安全規則第15条）

7 7

貨物 2019 8 20
有限会社福田運送（法人
番号9011502005147）
代表者福田達男

東京都北区赤羽北２－
１９－１０－１０４

本社
東京都足立区入
谷１－２－１２

輸送施設の使用停止
（130日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、平成30年12月6日及び平
成31年1月23日並びに2月6日、監査を実施。13件の違反が認められ
た。（1）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則
(以下「安全規則」）第3条第6項）、（2）点呼の実施義務違反（安全
規則第7条）、（3）乗務等の記録事項義務違反（安全規則第8条第1
項）、（4）運行記録計による記録義務違反（安全規則第9条）、（5）
運転者に対する指導監督違反（安全規則第10条第1項）、（6）高齢運
転者に対する指導監督違反（安全規則第10条第2項）、（7）高齢運転
者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）、（8）定
期点検整備の実施違反（安全規則第13条）、（9）整備管理者の研修受
講義務違反（安全規則第15条）、（10）運行管理者の講習受講義務違
反（安全規則第23条第1項）、（11）事業計画の変更認可違反（貨物自
動車運送事業法（以下「法」）第9条第1項）、（12）事業計画事後届
出違反（法第9条第3項）、（13）報告義務違反（貨物自動車運送事業
報告規則第2条）

13 13

タクシー 2019 8 20

麗星ハイヤー株式会社
（法人番号
6040001100681） 代
表者 金 継全

千葉県松戸市栄町西４
－１１４８－２

本社営業所
千葉県松戸市栄
町西４－１１４
８－２

輸送施設の使用停止
（20日車）

運送法第9条の3第1
項、運送法第27条第
3項、運送法第94条
第1項

平成31年2月18日、新規許可を受けたことを端緒として監査を実施。4
件の違反が認められた。(1)運賃料金変更認可違反(運送法第9条の3第1
項)､(2)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(3)初
任運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)､(4)報
告義務違反(運送法第94条第1項)

2 2

タクシー 2019 8 20

ホテルハイヤー株式会社
（法人番号
3130001013324）代表
者杉﨑則夫

京都府京都市山科区西
野離宮町36番地4号

本社営業所
京都府京都市山
科区西野離宮町
36番地4号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数（駐
停車違反）が、過去1年以内に3件に達した。運転者に対する指導監督
義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

2 0

貸切バス 2019 8 20

なゆた観光自動車有限会
社（法人番号
2080402015330）代表
取締役河合光夫

静岡県浜松市北区平口
５５３５番地の１

本社

静岡県浜松市北
区平口字姥ヶ谷
５５３５番地１
号

文書警告（処分日車
数２0日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
（6）による）

道路運送法第２７条
３項

令和元年６月１１日、監査方針に基づいて監査実施。３件の違反が認
められた。（１）乗務員台帳の記載不備（旅客自動車運送事業運輸規
則（以下「運輸規則」）第３７条第１項）、（２）運送引受書の記載
不備（運輸規則第７条の２第１項）、（３）特定の運転者に対する適
性診断受診義務違反（運輸規則第３８条第２項）

2 2

貨物 2019 8 21

髙運送株式会社（法人番
号５０１１４０１００２
０３４） 代表者河津博
文

東京都板橋区東新町２
丁目２２番１０号

福島営業所
福島県本宮市荒
井字青田原２０
９番地１２

輸送施設の使用停止
（５０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
８条第１項、法第１
７条第４項

平成３１年１月２９日及び２月２７日、死亡事故を引き起こしたこと
を端緒として監査を実施した結果、6件の違反が認められた。（１）自
動車車庫の位置及び収容能力違反［営業所との距離］（貨物自動車運
送事業法施行規則第２条第１項第４号）、（２）点呼の実施義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７条第１
項、第２項）、（３）点呼の記録事項義務違反（安全規則第７条第５
項）、（４）乗務等の記録事項義務違反（安全規則第８条）、（５）
運行記録計による記録義務違反（安全規則第９条）、（６）運転者に
対する指導監督義務違反（安全規則第１０条第１項）

6 5

貨物 2019 8 21
有限会社大乗運輸（法人
番号7210002002033）
代表取締役平鍋昭次

福井県福井市高木２丁
目７１８

本社
福井県福井市高
木中央１－２４
０２

輸送施設の使用停止
（７０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項及び第
４項

平成３０年１１月２２日、監査方針に基づいて監査実施。１０件の違
反が認められた。（１）事業計画変更認可違反【休憩・睡眠施設】
（法第９条第１項）、（２）事業計画変更事後届出違反（法第９条第
３項）、（３）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、（４）点呼の実施
義務違反（安全規則第７条第１項及び第２項）、（５）点呼の記録記
載不備（安全規則第７条第５項）、（６）乗務等の記録記載不備（安
全規則第８条）、（７）運行記録計による記録義務違反（安全規則第
９条）、（８）運転者台帳の作成義務違反（安全規則第９条の５第１
項）、（９）運行管理者の講習受講義務違反（安全規則第２３条第１
項）、（１０）報告義務違反（法第６０条第１項）

7 7

貨物 2019 8 21

千代田運輸株式会社（法
人番号
2180001017445）代表
取締役服部昭一

愛知県名古屋市東区白
壁２－２０－２２

祖父江
愛知県稲沢市祖
父江町森上本郷
三・１３

輸送施設の使用停止
（６０日車）

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第４項

平成３１年３月６日、関係機関からの通知を端緒として監査実施。５
件の違反が認められた。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７条第１項及び第２項）、
（２）乗務等の記録義務違反（安全規則第８条）、（３）運転者に対
する指導監督違反（安全規則第１０条第１項）、（４）特定の運転者
に対する指導監督違反（安全規則第１０条第２項）、（５）特定の運
転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第１０条第２項）

8 6

貨物 2019 8 21

ASKUL LOGIST株式会
社（法人番号
3010601037453）代表
者江田修一

東京都江東区新木場２
－６－８

関西
大阪府吹田市岸
部南３－３４－
１

文書警告
貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

公安委員会からの道路交通法第１０８条の３４の規定に基づく通知件
数(放置行為)が過去１年以内に３件に達した。（1）運転者の指導監督
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第１項）

0 0

貨物 2019 8 21

アートバンライン株式会
社（法人番号
5120901015088）代表
者寺田寿男

大阪府茨木市島３丁目
５番４８号

本社
大阪府茨木市島
３丁目５番４８
号

文書警告
貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

公安委員会からの道路交通法第１０８条の３４の規定に基づく通知件
数(放置行為)が過去１年以内に３件に達した。（1）運転者の指導監督
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第１項）

7 0



貨物 2019 8 21

株式会社フレックスビジ
ネスキャリア（法人番号
9120001102527）代表
者近藤通明

大阪府大阪市淀川区西
中島５丁目１２番８号

大阪支店
大阪府茨木市真
砂３丁目６番３
号

文書警告
貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

公安委員会からの道路交通法第１０８条の３４の規定に基づく通知件
数(放置行為)が過去１年以内に３件に達した。（1）運転者の指導監督
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第１項）

1 0

貨物 2019 8 21
株式会社上田商事（法人
番号3140001080818）
代表者上田幸一

兵庫県伊丹市鴻池４丁
目１０番１０号

伊丹
兵庫県伊丹市
瑞ヶ丘４丁目１
番地３

輸送施設の使用停止
（７０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項

平成３０年１１月１５日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実
施。６件の違反が認められた。（１）乗務時間等の告示の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第４項）、（２）乗務時間
等告示なお書きの遵守違反（一運行の勤務時間）（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第３条第４項）、（３）健康状態の把握義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第３条第６項）、（４）点呼の実施義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条）、（５）点呼の記
録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第５項）、
（６）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第８条）

7 7

貨物 2019 8 21

南日本運輸倉庫株式会社
（法人番号
6011201005310）代表
者大園圭一郎

東京都中野区中野４－
４－１１

埼玉物流セ
ンター

埼玉県さいたま
市岩槻区大字長
宮１１２８－１

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

救護措置義務違反があった旨の公安委員会からの通知を端緒として令
和元年6月20日、監査を実施。4件の違反が認められた。（1）運転者に
対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規
則」）第10条第1項）、（2）高齢運転者に対する指導監督違反（安全
規則第10条第2項）、（3）高齢運転者に対する適性診断受診義務違反
（安全規則第10条第2項）、（4）定期点検整備の実施違反（安全規則
第13条）

0 0

貨物 2019 8 21
有限会社広栄開発（法人
番号8360002022239）
代表者仲村智幸

沖縄県宮古島市平良字
松原567

本社営業所
沖縄県宮古島市
平良字松原567

輸送施設の停止（133
日車）、文書警告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項

平成31年2月28日、適正化実施機関の行った巡回指導の評価結果を勘案
し監査実施。11件の違反が認められた。(1)疾病、疲労等のおそれのあ
る乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」）第3条第6
項)、(2)点呼の実施違反(安全規則第7条第1項～3項)、(3)点呼記録の記
載事項等の不備(安全規則第7条第5項)、(4)乗務等の記録の記載事項不
備(安全規則第8条)、(5)運転者台帳の記載事項等の不備(安全規則第9条
の5第1項)、(6)運転者に対する指導及び監督違反(安全規則第10条第1
項)、(7)初任運転者に対する特別な指導の実施義務違反(安全規則第10
条第2項)、(8)初任運転者に対する運転適性診断受診義務違反(安全規則
第10条第2項)、(9)日常点検の未実地(安全規則第13条)、(10)定期点検
整備等の未実施(安全規則第13条)、(11)整備管理者の研修受講義務違反
(安全規則第15条)

14 14

タクシー 2019 8 21

岩崎タクシー有限会社
（法人番号
7470002011314)代表者
納田美由紀

香川県丸亀市飯野町東
二５１１－３

本社営業所
香川県丸亀市飯
野町東二５１１
－３

文書警告
道路運送法第23条第
3項、第27条第3項

令和元年７月２６日、旅客自動車運送事業に関する監査方針に基づき
監査を実施したところ、３件の違反が確認された。(1)運行管理者の解
任の届け出をしていなかったこと（道路運送法第23条第3項）、(2)運
転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと（旅客
自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」）第24条第5項）、(3)運転
者の乗務について定められた事項の記録が不適切であったこと（運輸
規則第25条第3項、第4項）

0 0

貸切バス 2019 8 21
共栄観光株式会社法人番
号６２５０００１０１０
１９０代表者加地日出男

山口県光市小周防１７
３５－１４

本社営業所
山口県光市小周
防１７３５－１
４

文書警告（処分日車
数４０日車のため、
一般貸切旅客自動車
運送事業者に対する
行政処分等の基準
３．（６）による）

道路運送法第２７条
第３項

継続監視の監査対象として、令和元年７月５日に監査を実施。５件の
違反が認められた。（１）乗務等の記録事項義務違反（旅客自動車運
送事業運輸規則（以下運輸規則）第２５条第２項）（２）運行記録計
による記録義務違反（運輸規則第２６条第１項）（３）運行指示書記
載事項義務違反（運輸規則第２８条の２第１項）（４）乗務員台帳作
成義務違反（運輸規則第３７条第１項）（５）乗務員台帳記載事項義
務違反（運輸規則第３７条第１項）

4 4

貨物 2019 8 22

株式会社ツカダロジ東北
（法人番号７３８０００
１０２６９９０） 代表
者塚田和夫

福島県福島市飯坂町字
東堀切２番地

本社営業所
福島県二本松市
大平山３７番地

輸送施設の使用停止
（１１０日車）及び
文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項、法第
１７条第４項

平成３０年４月１９日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、
11件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、
（２）乗務時間等の基準の遵守違反［一運行の勤務時間］（安全規則
第３条第４項）、（３）健康状態の把握義務違反（安全規則第３条第
６項）、（４）点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１項、第２
項、第３項）、（５）点呼の記録事項義務違反（安全規則第７条第５
項）、（６）乗務等の記録［不実記載］義務違反（安全規則第８条第
１項）、（７）運行記録計による記録［不実記録］義務違反（安全規
則第９条）、（８）運行記録計による記録義務違反（安全規則第９
条）、（９）運転者台帳の作成義務違反（安全規則第９条の５第１
項）、（１０）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第１０条
第１項）、（１１）運転者に対する指導監督の記録違反（安全規則第
１０条第１項）

11 11

貨物 2019 8 22
有限会社栄運送（法人番
号4080402009685）代
表取締役角田栄二

 静岡県湖西市新居町新
居３番地の２

本社
静岡県湖西市新
居町新居３番地
の２

輸送施設の使用停止
（７０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項

平成３１年３月１２日及び平成３１年３月１９日、監査方針に基づい
て監査実施。８件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵
守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３
条第４項）、（２）健康状態の把握義務違反（安全規則第３条第６
項）、（３）点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１項及び第２
項）、（４）点呼の記録記載不備（安全規則第７条第５項）、（５）
運転者台帳の作成義務違反（安全規則第９条の５第１項）、（６）特
定の運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第１０条第２
項）、（７）社会保険等加入義務者の一部未加入（法第２５条第２
項）、（８）報告義務違反（法第６０条第１項）

7 7

貨物 2019 8 22
有限会社川辺運輸（法人
番号1170002008668）
代表者川辺文雄

和歌山県田辺市下三栖
字岩屋谷１４７５－１
０１

本社

和歌山県田辺市
下三栖字岩屋谷
１４７５－１０
１

文書警告
貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

令和元年５月２３日、死亡事故を引き起こしたことを端緒に監査を実
施。１件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第１項）

0 0

貨物 2019 8 22

有限会社雅運輸倉庫（法
人番号
7300002009639） 代
表者野中吉広

佐賀県三養基郡北茂安
町白壁515-6

本社営業所
佐賀県三養基郡
北茂安町白壁
515-6

許可の取消し
貨物自動車運送事業
法32条

所在不明事業者であることを端緒として調査を実施。相当の期間事業
を行っていないものと認められた。事業の無届出休止･廃止（貨物自動
車運送事業法第32条）

0 -

貸切バス 2019 8 22

猪苗代タクシー有限会社
（法人番号２３８０００
２０３１２１０） 代表
者渡部茂

福島県耶麻郡猪苗代町
大字千代田字柳田２９
番地２

猪苗代営業
所

福島県耶麻郡猪
苗代町大字千代
田字柳田２９番
地１、２９番地
２、３０番２

文書警告（処分日車
数４０日車のため、
一般貸切旅客自動車
運送事業者に対する
行政処分等の基準
３．（６）による）

道路運送法第２７条
第３項

平成３１年３月２５日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、1
件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督義務違反（旅
客自動車運送事業運輸規則第３８条第１項）

16 4

貸切バス 2019 8 22

株式会社明倫観光バス
（法人番号
4350001011189） 代
表者橋口清和

宮崎県児湯郡高鍋町北
高鍋1192-4

本社営業所
宮崎県児湯郡高
鍋町北高鍋1192-
4

輸送施設の使用停止
（140日車）､文書警
告

道路運送法第27条第
3項、道路運送車両
法第48条

平成31年3月5日、監査実施。13件の違反が認められた。(1)運送引受書
の記載事項不備違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規
則」)第7条の2第1項）､(2)乗務時間等の基準の遵守違反（運輸規則第
21条第1項）､(3)疾病、疲労等のおそれのある乗務（運輸規則第21条第
5項）､(4)運行に関する状況把握等の体制整備違反（運輸規則第21条の
2）､(5)点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条第5項）､(6)乗務等の
記録事項義務違反（運輸規則第25条第2項）､(7)事故の記録事項不備違
反(運輸規則第26条の2）､(8)乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則
第37条第1項）､(9)運転者に対する指導監督違反（運輸規則第38条第1
項）､(10)特定運転者に対する特別な指導監督違反（運輸規則第38条第
2項）､(11)特定運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第38
条第2項）､(12)定期点検整備の実施違反（運輸規則第45条、道路運送
車両法第48条）､(13)運行管理補助者の選任（解任）未届出違反（運輸
規則第68条）

14 14



貸切バス 2019 8 22 草野紀元
長崎県雲仙市小浜町北
本町

本社営業所
長崎県雲仙市小
浜町山畑1901-1

輸送施設の使用停止
（213日車）､文書警
告

道路運送法（以下｢
法｣）第16条第1項、
第27条第3項、道路
運送車両法第47条の
2

平成30年11月9日、監査実施。13件の違反が認められた。(1)事業計画
(営業所・自動車車庫・配置車両数)に定める業務の確保違反（道路運送
法第16条第1項）､(2)運送引受書の記載事項不備違反（旅客自動車運送
事業運輸規則（以下「運輸規則」)第7条の2第1項）､(3)～(4)点呼の実
施義務違反等（運輸規則第24条）､(5)点呼の記録事項義務違反（運輸
規則第24条第5項）､(6)乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第25
条）､(7)運行指示書の作成、指示又は携行義務違反(運輸規則第28条の2
第1項)､(8)乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条第1項）､
(9)運転者に対する指導監督違反（運輸規則第38条第1項）､(10)運転者
に対する指導監督の記載事項義務違反（運輸規則第38条第1項）､(11)
特定運転者に対する特別な指導監督違反（運輸規則第38条第2項）､
(12)特定運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第38条第2
項）､(13)日常点検の実施違反(運輸規則第45条、道路運送車両法第47
条の2)

22 22

貨物 2019 8 23
大塚運輸株式会社（法人
番号7150001014556）
代表者大塚敦

奈良県御所市大字櫛羅
８２０

本社

奈良県御所市大
字櫛羅字三反垣
内８２０－１、
２

輸送施設の使用停止
（５５日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年１１月２８日、同年１２月６日及び同年１２月２０日、関
係機関からの情報を端緒に監査を実施。６件の違反が認められた。
（１）健康状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
３条第６項）、（２）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第７条）、（３）点呼の記録事項義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第７条第５項）、（４）乗務等の記録事項義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第８条）、（５）運転者台帳の記
載事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条の５第１
項）、（６）定期点検整備の実施違反（３ヶ月点検）（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第１３条、道路運送車両法第４８条）

6 6

貨物 2019 8 23
大徳運輸有限会社（法人
番号3150002007133）
代表者大森茂樹

奈良県宇陀市大宇陀区
春日３３７

本店
奈良県宇陀市大
宇陀区春日３３
７

輸送施設の使用停止
（９５日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項

平成３０年１１月１６日、死亡事故を引き起こしたことを端緒に監査
を実施。１０件の違反が認められた。（１）乗務時間等の告示の遵守
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第４項）、（２）健康
状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第６
項）、（３）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第７条）、（４）点呼の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第７条第５項）、（５）乗務等の記録事項義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第８条）、（６）運行記録計による記録義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条）、（７）運転者台
帳の作成義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条の５第１
項）、（８）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第１０条第１項）、（９）定期点検整備の実施違反（３ヶ月
点検）（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１３条、道路運送車両法
第４８条）、（１０）運行管理者補助者の要件違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第１８条第３項）

10 10

タクシー 2019 8 23

岩見沢小型ハイヤー株式
会社（法人番号３４３０
００１０４６３２７）
代表者大場信夫

北海道岩見沢市志文町
９６６番地８

本社営業所
北海道岩見沢市
志文町９６６番
地８

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第２４条第
５項 他２件

令和元年６月２０日、長期未監査を端緒として監査を実施。３件の違
反が認められた。（１）点呼の記録事項義務違反（旅客自動車運送事
業運輸規則(以下「運輸規則」）第２４条第５項）、（２）運転者に対
する指導監督の記録義務違反（運輸規則第３８条第１項）、（３）運
転者に対する指導監督の記録事項義務違反（運輸規則第３８条第１
項）

0 0

タクシー 2019 8 23

岩幌交通有限会社（法人
番号９４３０００２０４
９１００） 代表者辰田
聡和

北海道岩見沢市大和３
条９丁目４番地２

本社営業所
北海道岩見沢市
大和３条９丁目
４番地２

文書警告
タクシー業務適正化
特別措置法第１６条
第１項、第２項

令和元年７月１９日、長期未監査を端緒として監査を実施。１件の違
反が認められた。（１）運転者証の返納義務違反（タクシー業務適正
化特別措置法第１６条第１項）

0 0

乗合バス 2019 8 23

岩見沢小型ハイヤー株式
会社（法人番号３４３０
００１０４６３２７）
代表者大場信夫

北海道岩見沢市志文町
９６６番地８

本社営業所
北海道岩見沢市
志文町９６６番
地８

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第２４条第
５項

令和元年６月２０日、新規許可を端緒として監査を実施。１件の違反
が認められた。（１）点呼の記録事項義務違反（旅客自動車運送事業
運輸規則第２４条第５項）

0 0

貸切バス 2019 8 23

広島バス株式会社法人番
号（４２４０００１００
９５７４）代表者沖田和
也

広島県広島市中区光南
６丁目１－６８

観光
広島県広島市中
区光南６丁目１
－６８

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

継続監視の監査対象として、令和元年７月１８日に監査を実施。２件
の違反が認められた。（１）運送引受書の記載事項義務違反（旅客自
動車運送事業運輸規則（以下運輸規則）第７条の２第１項）（２）点
呼の記録事項義務違反（運輸規則第２４条第５項）

0 0

貨物 2019 8 26

東北第一物流株式会社
（法人番号６３９０００
１００１４０８） 代表
者加川操一

山形県山形市流通セン
ター４丁目６番５

酒田支店
山形県酒田市卸
町３番地の９

輸送施設の使用停止
（４０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項、法第
１７条第４項

令和元年６月１４日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として監査
を実施した結果、4件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の
遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第
３条第４項）、（２）点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１項、
第２項）、（３）運行指示書の作成義務違反（安全規則第９条の３第
１項）、（４）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第１０条
第１項）

4 4

貨物 2019 8 26
有限会社伊藤運輸（法人
番号1040002079359）
代表者伊藤大介

千葉県山武市松尾町高
富２４３－１

滋賀
滋賀県高島市今
津町北仰字流田
４３９－１

輸送施設の使用停止
（９０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年１０月１０日、同年１０月１２日及び同年１２月４日、死
亡事故を引き起こしたことを端緒に監査を実施。７件の違反が認めら
れた。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第７条）、（２）点呼の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第７条第５項）、（３）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第８条）、（４）運行記録計による記録義務違
反（不実記録）（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条）、（５）
運行指示書の作成義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条
の３第１項）、（６）運転者台帳の記載事項義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第９条の５第１項）、（７）運転者に対する指導
監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第１項）

9 9

貨物 2019 8 26 花咲 正志 広島県福山市津之郷町 本店
広島県福山市南
松永町

輸送施設の使用停止
（１８０日車）及び
文書警告

貨物自動車運送事業
法第９条第１項、第
３項後段、第１１条
及び第１７条第４項

死亡事故を惹起したことを端緒として、平成３１年４月９日に監査を
実施。１４件の違反が認められた。（１）事業計画の変更認可違反
（車庫）（貨物自動車運送事業法施行規則（以下施行規則）第２条第
１項第４号）（２）事業計画の変更認可違反（休憩・睡眠施設）（貨
物自動車運送事業法施行規則第２条第１項第５号）（３）事業計画事
後変更届出違反（営業所の位置）（施行規則第７条第１項第３号）
（４）運送約款等の掲示違反（貨物自動車運送事業法第１１条）
（５）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下
安全規則）第７条第１項、第２項及び第３項）（６）アルコール検知
器備置義務違反（安全規則第７条第４項）（７）点呼の記録保存義務
違反（安全規則第７条第５項）（８）乗務等の記録保存義務違反（安
全規則第８条第１項）（９）運行記録計による記録保存義務違反（安
全規則第９条第１項）（１０）運行指示書保存義務違反（安全規則第
９条の３第４項）（１１）運転者台帳作成義務違反（安全規則第９条
の５第１項）（１２）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第
１０条第１項）（１３）運転者に対する指導監督の記録保存義務違反
（安全規則第１０条第１項）（１４）運行管理者の講習受講義務違反
（安全規則第２３条第１項）

29 29



貨物 2019 8 26
株式会社あじふく（法人
番号6500001009174)代
表者黒川由紀也

愛媛県西条市小松町新
屋敷甲２０５４

本社営業所
愛媛県西条市小
松町新屋敷甲２
０５９－１

輸送施設の使用停止
（８０日車)及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法第9条第3項前段、
第17条第1項、第4
項

平成３１年１月２２日、死亡事故を端緒として監査を実施したとこ
ろ、８件の違反が確認された。(1)営業所に配置する車両数等の変更を
届け出ていなかったこと（貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項
第1号）、(2)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘
束時間及び連続運転時間の限度を超え、また所定の休息期間が十分確
保されない状態で乗務していた者があったこと（貨物自動車運送事業
輸送安全規則(以下「安全規則」）第3条第4項）、(3)運転者の健康状態
の把握が確実になされていなかったこと（安全規則第3条第6項）、(4)
運転者に対する点呼が確実になされていなかったこと（安全規則第7条
第1項、第2項、第3項）、(5)運行指示書に記載すべき事項が不適切で
あったこと（安全規則第9条の3第1項、第2項、第3項）、(6)事業用自
動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が
不適切であったこと（安全規則第10条第1項）、(7)死傷事故を引き起
こした運転者に対して事業用自動車の運行の安全を確保するために遵
守すべき事項についての特別な指導が不適切だったこと（安全規則第
10条第2項）、(8)死傷事故を引き起こした運転者に対して法令で定め
られた適性診断を受診させていなかったこと（安全規則第10条第2項）

8 8

タクシー 2019 8 26

株式会社親和タクシー
（法人番号
7310001007980） 代
表者川添忠彦

長崎県諫早市幸町10-28 本社営業所
長崎県諫早市幸
町10-28

輸送施設の使用停止
（10日車）､文書警告

道路運送法(以下｢
法｣)第23条第3項、
法第27条第3項

平成31年4月24日、監査実施。7件の違反が認められた。(1)運行管理者
の選任（解任）未届出違反（道路運送法第23条第3項）､(2)苦情処理の
記録の保存義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規
則」)第3条第2項）､(3)点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条第5
項）､(4)乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条第1項）､(5)
運転者に対する指導監督違反（運輸規則第38条第1項）､(6)特定運転者
に対する特別な指導監督違反（運輸規則第38条第2項）､(7)特定運転者
に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第38条第2項）

1 1

貨物 2019 8 27

有限会社エッセ・トラス
ポルト（法人番号
8030002091176）代表
者白木久男

埼玉県越谷市大字増林
３０９９－１３

本社
埼玉県越谷市瓦
曽根１－１－３

輸送施設の使用停止
（170日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、平成31年1月9日及び同
年1月22日、監査を実施。16件の違反が認められた。（1）乗務時間等
告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規
則」）第3条第4項）、（2）疾病のおそれのある乗務（安全規則第3条
第6項）、（3）点呼の実施義務違反（安全規則第7条）、（4）乗務等
の記録事項義務違反（安全規則第8条第1項）、（5）運行記録計による
記録義務違反（安全規則第9条）、（6）運転者に対する指導監督違反
（安全規則第10条第1項）、（7）初任運転者に対する適性診断受診義
務違反（安全規則第10条第2項）、（8）定期点検整備の実施違反（安
全規則第13条）、（9）整備管理者の選任（変更）未届出違反（安全規
則第13条、道路運送車両法第52条）、（10）運行管理者に対する指導
及び監督違反（安全規則第22条）、（11）運行管理者の講習受講義務
違反（安全規則第23条第1項）、（12）運行管理補助者の要件違反（安
全規則第18条第3項）、（13）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運
送事業法（以下「法」）第9条第1項）、（14）事業計画事後届出違反
（法第9条第3項）、（15）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規
則第2条）、（16）運賃及び料金の未届出（貨物自動車運送事業報告規
則第2条）

17 17

貨物 2019 8 27
株式会社中山運輸（法人
番号6040001058219）
代表者中山忠三

千葉県市川市大和田４
－１９－８

本社
千葉県市川市大
和田４－１９－
８

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

救護措置義務違反があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平
成31年2月15日、監査を実施。6件の違反が認められた。（1）乗務時間
等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規
則」）第3条第4項）、（2）点呼の記録事項義務違反（安全規則第7条
第5項）、（3）運行記録計による記録義務違反（安全規則第9条）、
（4）運転者に対する指導監督違反（安全規則第10条第1項）、（5）運
行管理者の講習受講義務違反（安全規則第23条第1項）、（6）事業計
画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）

3 3

貨物 2019 8 27
浜松運輸有限会社（法人
番号7030002060215）
代表者浜松博則

埼玉県志木市上宗岡３
－１－３９

本社
埼玉県志木市上
宗岡３－１－３
９

輸送施設の使用停止
（170日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、平成31年1月17日、監査
を実施。10件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」）第3条第4
項）、（2）疾病のおそれのある乗務（安全規則第3条第6項）、（3）
点呼の実施義務違反等（安全規則第7条）、（4）乗務等の記録事項義
務違反（安全規則第8条第1項）、（5）運行記録計による記録義務違反
（安全規則第9条）、（6）運転者に対する指導監督違反等（安全規則
第10条第1項）、（7）高齢運転者に対する指導監督違反（安全規則第
10条第2項）、（8）高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（安全
規則第10条第2項）、（9）定期点検整備の実施違反（安全規則第13
条）、（10）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）

17 17

貨物 2019 8 27

株式会社ケイ・アンド・
ユー（法人番号
5011801013746）代表
者宇田川公久

東京都葛飾区西水元６
－３－３

本社
東京都葛飾区西
水元６－３－３

輸送施設の使用停止
（100日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

法令違反の疑いがあることを端緒として、平成31年2月8日及び同年3月
6日、監査を実施。7件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵
守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」）第3条
第4項）、（2）疾病のおそれのある乗務（安全規則第3条第6項）、
（3）点呼の実施義務違反等（安全規則第7条）、（4）運転者に対する
指導監督違反（安全規則第10条第1項）、（5）初任運転者に対する適
性診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）、（6）定期点検整備の
実施違反（安全規則第13条）、（7）事業計画の変更認可違反（貨物自
動車運送事業法第9条第1項）

10 10

貨物 2019 8 27

森ヶ崎運送有限会社（法
人番号
6010802014629）代表
者岩田吉裕

東京都大田区大森南３
－２４－４

本社
東京都大田区大
森南３－２４－
４

輸送施設の使用停止
（80日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第5項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成31年2月22日、監査を
実施。8件の違反が認められた。（1）疾病のおそれのある乗務（貨物
自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」）第3条第6項）、
（2）点呼の記録義務違反（安全規則第7条第5項）、（3）乗務等の記
録事項義務違反（安全規則第8条第1項）、（4）運転者に対する指導監
督違反（安全規則第10条第1項）、（5）定期点検整備の実施違反（安
全規則第13条）、（6）整備管理者の研修受講義務違反（安全規則第15
条）、（7）運行管理者の講習受講義務違反（安全規則第23条第1
項）、（8）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1
項）

8 8

貨物 2019 8 27
有限会社田原工業（法人
番号3020002089606）
代表者田原和彦

神奈川県川崎市中原区
宮内３－２４－４

本社
神奈川県川崎市
中原区宮内３－
２４－４

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条

死亡事故を引き起こしたことを端緒として平成31年1月18日、監査を実
施。5件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」）第3条第4項）、
（2）点呼の実施義務違反等（安全規則第7条）、（3）運行記録計によ
る記録義務違反（安全規則第9条）、（4）運転者に対する指導監督違
反等（安全規則第10条第1項）、（5）運行管理者に対する指導及び監
督違反（安全規則第22条）

2 2



貨物 2019 8 27

ミズホ運輸株式会社（法
人番号
3030001029405）代表
者原潤

埼玉県所沢市中新井１
－１０－１

埼玉
埼玉県所沢市中
新井１－１０－
１

輸送施設の使用停止
（240日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第13条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、平成31年2月15日、監査
を実施。15件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」）第3条第4
項）、（2）点呼の実施義務違反（安全規則第7条）、（3）点呼の記録
保存義務違反（安全規則第7条第5項）、（4）乗務等の記録義務違反
（安全規則第8条第1項）、（5）乗務等の記録事項義務違反（安全規則
第8条第1項）、（6）運行記録計による記録義務違反（安全規則第9
条）、（7）運転者に対する指導監督違反（安全規則第10条第1項）、
（8）高齢運転者に対する指導監督違反（安全規則第10条第2項）、
（9）高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第10条第2
項）、（10）定期点検整備の実施違反（安全規則第13条）、（11）整
備管理者の研修受講義務違反（安全規則第15条）、（12）運行管理者
の講習受講義務違反（安全規則第23条第1項）、（13）事業計画の変更
認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、（14）報告義務違反
（貨物自動車運送事業報告規則第2条）、（15）運賃及び料金の未届出
（貨物自動車運送事業報告規則第2条）

24 24

貨物 2019 8 27

有限会社エイ・エス・ケ
イ（法人番号
3012702002311）代表
者吉川和子

東京都東村山市萩山町
２－１６－２６

東久留米
東京都東久留米
市柳窪５－４－
１０

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年8月23日及び同年
9月5日、監査を実施。3件の違反が認められた。（1）点呼の実施義務
違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」）第7
条）、（2）運行記録計による記録義務違反（安全規則第9条）、（3）
運転者に対する指導監督違反（安全規則第10条第1項）

3 3
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山田運輸有限会社（法人
番号3030002069474）
代表者山田恭輔

埼玉県春日部市増富４
５４－６

本社
埼玉県春日部市
増富４５４－６

輸送施設の使用停止
（140日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、平成31年2月7日、監査
を実施。15件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」）第3条第4
項）、（2）疾病のおそれのある乗務（安全規則第3条第6項）、（3）
点呼の実施義務違反等（安全規則第7条）、（4）乗務等の記録事項義
務違反（安全規則第8条第1項）、（5）事故の記録事項義務違反（安全
規則第9条の2）、（6）運行指示書による作成義務違反（安全規則第9
条の3）、（7）運転者に対する指導監督違反（安全規則第10条第1
項）、（8）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第10
条第2項）、（9）整備管理者の研修受講義務違反（安全規則第15
条）、（10）運行管理者の講習受講義務違反（安全規則第23条第1
項）、（11）事故の未報告（貨物自動車運送事業法（以下「法」）第
24条、自動車事故報告規則第3条第1項）、（12）事業計画の変更認可
違反（法第9条第1項）、（13）事業計画事後届出違反（法第9条第3
項）、（14）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）、
（15）運賃及び料金の未届出（貨物自動車運送事業報告規則第2条）

14 14

貨物 2019 8 27

株式会社アイクリーン
（法人番号
3040002091171）代表
者木部隆則

千葉県柏市あけぼの５
－３－２１（旧：千葉
県千葉市花見川区こて
はし台１－７－２）

本社
千葉県千葉市花
見川区こてはし
台１－７－２

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成31年1月23日、監査を
実施。5件の違反が認められた。（1）疾病のおそれのある乗務（貨物
自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」）第3条第6項）、
（2）点呼の実施義務違反等（安全規則第7条）、（3）運行記録計によ
る記録義務違反（安全規則第9条）、（4）運転者に対する指導監督違
反等（安全規則第10条第1項）、（5）報告義務違反（貨物自動車運送
事業報告規則第2条）

2 2
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高島運送有限会社（法人
番号9020002024185）
代表者高島太

神奈川県横浜市保土ケ
谷区上菅田町７５８

本社
神奈川県横浜市
保土ケ谷区上菅
田町７５８

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法第59条第1項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成31年2月15日及び令和
元年6月3日、監査を実施。5件の違反が認められた。（1）点呼の記録
事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」）
第7条第5項）、（2）運転者に対する指導監督違反等（安全規則第10条
第1項）、（3）運行管理者の講習受講義務違反（安全規則第23条第1
項）、（4）その他の条件違反（貨物自動車運送事業法第59条第1
項）、（5）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）

3 3
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株式会社ジーエス（法人
番号8130001062234）
代表者西野友祐

京都府八幡市上奈良南
ノ口４１番地

本社
京都府八幡市上
奈良南ノ口４１
番地

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第９条第３項

平成３０年１２月１４日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を
実施。６件の違反が認められた。（１）事業計画変更認可違反（休
憩・睡眠施設の位置）（貨物自動車運送事業法第９条第１項）、
（２）事業計画変更事前届出違反（各営業所に配置する事業用自動車
の種別ごとの数違反）（貨物自動車運送事業法第９条第３項）、
（３）事業計画変更事後届出違反（営業所位置）（貨物自動車運送事
業法第９条第３項）、（４）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第７条）、（５）点呼の記録事項義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第７条第５項）、（６）運行管理者の選任未
届出違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１９条）

1 1
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有限会社麻貴総業（法人
番号6330002024132）
代表者吉田輝也

熊本県宇城市小川町住
吉1107-2

本社営業所
熊本県宇城市小
川町住吉1107-2

輸送施設の使用停止
（140日車）､文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項、法第17
条第4項、法第60条
第1項、道路運送法
第95条、道路運送車
両法第48条

令和1年5月10日、監査実施。16件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準なお書き違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下｢安全規
則｣)第3条第4項)、(2)～(3)点呼の実施義務違反等(安全規則第7条)、(4)
点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(5)乗務等の記録義務
違反(安全規則第8条)、(6)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8
条)、(7)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(8)運行指示
書に係る（作成、指示、携行）義務違反(安全規則第9条の3第1項)、(9)
運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(10)運転者
に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(11)運転者に対する指
導監督の記録又は指導監督の記録保存違反(安全規則第10条第1項)、
(12)定期点検整備の実施違反(安全規則第13条、道路運送車両法第48
条)、(13)整備管理者の研修受講義務違反(安全規則第15条)、(14)運行
管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項)、(15)報告義務違反
(貨物自動車運送事業法第60条第1項)、(16)自動車に関する表示義務違
反（道路運送法第95条）

14 14
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株式会社正運社（法人番
号7010401013733）代
表者河合洋造

東京都港区浜松町２－
１３－８

本社

東京都港区海岸
３－２８－１
（旧：東京都港
区浜松町２－１
３－８）

輸送施設の使用停止
（50日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年12月12日、監査
を実施。5件の違反が認められた。（1）点呼の実施義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」）第7条）、（2）運行記
録計による記録義務違反（安全規則第9条）、（3）運転者に対する指
導監督違反等（安全規則第10条第1項）、（4）整備管理者の研修受講
義務違反（安全規則第15条）、（5）運行管理者の講習受講義務違反
（安全規則第23条第1項）

5 5
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株式会社ライジング（法
人番号
4021001039336）代表
者安井美記子

神奈川県平塚市公所４
９５－７

本社
神奈川県平塚市
公所４９５－７

輸送施設の使用停止
（120日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第13条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年12月18日、監査
を実施。8件の違反が認められた。（1）点呼の実施義務違反等（貨物
自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」）第7条）、（2）乗務
等の記録事項義務違反（安全規則第8条第1項）、（3）運行記録計によ
る記録義務違反（安全規則第9条）、（4）運転者に対する指導監督違
反等（安全規則第10条第1項）、（5）高齢運転者に対する指導監督違
反（安全規則第10条第2項）、（6）高齢運転者に対する適性診断受診
義務違反（安全規則第10条第2項）、（7）定期点検整備の実施違反
（安全規則第13条）、（8）運行管理者の講習受講義務違反（安全規則
第23条第1項）

12 12



タクシー 2019 8 27

八幡タクシー株式会社
（法人番号
3290801010728） 代
表者藤村美代子

福岡県北九州市八幡西
区皇后崎町9-4

本社営業所
福岡県北九州市
八幡西区皇后崎
町9-4

輸送施設の使用停止
（10日車）

道路運送法第27条第
3項

令和1年6月20日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対
する指導監督違反（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

6 1

貸切バス 2019 8 27

シティアクセス株式会社
（法人番号：
1020001032493） 代
表者 藤木幸二

神奈川県横浜市中区北
仲通2-14

本社営業所
神奈川県横浜市
中区新山下3-8-
45

文書警告（処分日車
数10日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
（6）による）

道路運送法第29条
令和元年6月18日、定期的な監査を実施。2件の違反が認められた。(1)
乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1
項)､(2)事故の未届出(道路運送法第29条)

1 1
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株式会社俵屋観光（法人
番号：
9090001012176） 代
表者 望月千代子

山梨県南巨摩郡早川町
高住621

本社貸切部
営業所

山梨県南巨摩郡
早川町高住621-5

文書警告（処分日車
数20日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
（6）による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和元年6月4日及び令和元年6月25日、定期的な監査を実施。2件の違
反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送
事業運輸規則第38条第1項)､(2)報告義務違反(道路運送法第94条第1項)

2 2
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株式会社エーディジャパ
ン（法人番号
6240002039585） 代
表者佐藤奉隆

広島県福山市曙町４丁
目４－８

岐阜（利
兼）

岐阜県各務原市
各務東町２丁目
１１

輸送施設の使用停止
（６０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項

平成３１年２月１４日、重傷事故を引き起こしたことを端緒として監
査実施。９件の違反が認められた。（１）事業計画変更事前届出違反
（法第９条第３項）、（２）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、
（３）健康状態の把握義務違反（安全規則第３条第６項）、（４）点
呼の実施義務違反（安全規則第７条第１項及び第２項）、（５）点呼
の記録記載不備（安全規則第７条第５項）、（６）運転者に対する指
導監督違反（安全規則第１０条第１項）、（７）運転者に対する指導
監督の記録違反（安全規則第１０条第１項）、（８）特定の運転者に
対する指導監督違反（安全規則第１０条第２項）、（９）特定の運転
者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第１０条第２項）

6 6
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株式会社北星（法人番号
8080401004865）代表
取締役岩本享久

静岡県浜松市東区笠井
町１２５５

本社
静岡県浜松市東
区笠井町字広野
１２５５

輸送施設の使用停止
（６０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項

平成３１年４月２２日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として監
査実施。６件の違反が認められた。（１）健康状態の把握義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第６
項）、（２）点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１項及び第２
項）、（３）点呼の記録記載不備（安全規則第７条第５項）、（４）
運転者に対する指導監督違反（安全規則第１０条第１項）、（５）特
定の運転者に対する指導監督違反（安全規則第１０条第２項）、
（６）特定の運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第１０
条第２項）

6 6
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川村産業有限会社法人番
号(１２４０００２０３
８５５９)代表者川村守

広島県福山市緑陽町１
丁目６－３

本社営業所
広島県福山市緑
陽町１丁目６－
３

輸送施設の使用停止
（２０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

死亡事故を惹起したことを端緒として、平成３１年２月１８日に監査
を実施。９件の違反が認められた。（１）点呼の実施義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則（以下安全規則）第７条第１項及び第２
項）（２）点呼の記録事項義務違反（安全規則第７条第５項）（３）
乗務等の記録事項義務違反（安全規則第８条第１項）（４）運転者台
帳作成義務違反（安全規則第９条の５第１項）（５）運転者台帳の記
載事項義務違反（安全規則第９条の５第１項）（６）運転者に対する
指導監督義務違反（安全規則第１０条第１項）（７）運転者に対する
指導監督の記録義務違反（安全規則第１０条第１項）（８）特定の運
転者に対する指導監督義務違反（安全規則第１０条第２項）（９）特
定の運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第１０条第２
項）

2 2

タクシー 2019 8 28

日の丸自動車株式会社
（法人番号
6200001004370）代表
取締役川上秀人

岐阜県岐阜市市ノ坪町
２丁目２０

東
岐阜県岐阜市市
ノ坪町２丁目２
２

輸送施設の使用停止
（１０日車）

道路運送法第２７条
３項

令和元年５月９日、監査方針に基づいて監査実施。１件の違反が認め
られた。（１）運転者に対する指導監督違反（旅客自動車運送事業運
輸規則第３８条第１項）

1 1

タクシー 2019 8 28 高尾良次 大阪府大阪市生野区
ＴＡＫＡＯ
ＴＡＸＩ

大阪府大阪市生
野区

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和元年6月28日、近畿運輸局において苦情を端緒に調査を実施。1件
の違反が認められた。一般準則(公平かつ懇切な取扱い)違反(旅客自動
車運送事業運輸規則第2条第2項)

0 0

タクシー 2019 8 28

有限会社ひまわりタク
シー（法人番号
6290802005360） 代
表者藤野秀之

福岡県北九州市小倉南
区徳吉西1-4-17

本社営業所
福岡県北九州市
小倉南区大字徳
吉西1-392-1

輸送施設の使用停止
（10日車）､文書警告

道路運送法第27条第
3項

平成31年4月11日、監査実施。7件の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」)第24
条）､(2)乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条第1項）､(3)
運転者に対する指導監督違反（運輸規則第38条第1項）､(4)運転者に対
する指導監督の記載事項義務違反（運輸規則第38条第1項）､(5)特定運
転者に対する特別な指導監督違反（運輸規則第38条第2項）､(6)運転者
に対する地理、応接の指導監督違反（運輸規則第39条）､(7)運行管理
者の補助者の要件違反（運輸規則第47条の9第3項）

1 1

タクシー 2019 8 28

株式会社西部遠賀交通
（法人番号
4290801013093） 代
表者樋口嘉久

福岡県遠賀郡遠賀町大
字今古賀478-2

本社営業所
福岡県遠賀郡遠
賀町大字今古賀
478-2

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和1年5月8日、監査実施。9件の違反が認められた。(1)運賃・料金に
関する事項の事業用自動車への表示義務違反（旅客自動車運送事業運
輸規則（以下｢運輸規則｣）第4条第2項）､(2)運賃・料金の額の事業用
自動車内への表示義務違反（運輸規則第4条第3項）､(3)苦情処理の記
録の記録義務違反（運輸規則第3条第2項）､(4)乗務員台帳の作成義務
違反（運輸規則第37条第1項）､(5)乗務員台帳の記載事項義務違反（運
輸規則第37条第1項）､(6)点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条第
5項）､(7)指導要領制定義務違反（運輸規則第40条第1項）､(8)運転者に
対する指導監督違反（運輸規則第38条第1項）､(9)運転者に対する指導
監督の記載事項義務違反（運輸規則第38条第1項）

0 0

タクシー 2019 8 29

宝タクシー第二株式会社
（法人番号
3180001105950）代表
取締役笠原猛

愛知県名古屋市熱田区
神宮４丁目７番２７号

今池
愛知県名古屋市
千種区今池５－
３０１２

輸送施設の使用停止
（３０日車）

道路運送法（以下
「法」）第１３条

令和元年６月１４日、監査方針に基づいて監査実施。１件の違反が認
められた。（１）運送引受義務違反（法第１３条）

10 3

タクシー 2019 8 29

株式会社てだこ第一交通
（法人番号
9360003003162 ）代表
取締役：稲益 強

沖縄県浦添市港川２－
２５－３

本社営業所
沖縄県浦添市港
川２－２５－３

輸送施設の使用停止
（80日車）、文書警
告

道路運送法第27条第
３項

平成31年2月5日、労働局からの通報を端緒に監査実施。6件の違反が認
められた。(1)疾病、疲労等のおそれのある乗務(旅客自動車運送事業運
輸規則(以下「運輸規則」)第21条第5項)、(2)点呼の実施義務違反(運輸
規則第24条第1項、第2項)、(3)点呼記録の記載事項不備(運輸規則第24
条第5項)、(4)点呼記録の不実記載(運輸規則第24条第5項)、(5)運転者
に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(6)運転者に対する
指導監督に係る記録の記載事項等の不備(運輸規則第38条第1項)

8 8

貨物 2019 8 30

西日本運送有限会社（法
人番号
2290002049699）代表
取締役高尾勇二

福岡県久留米市東合川
１－２－３

愛知
愛知県一宮市開
明字名古羅１１
番１－１０１

輸送施設の使用停止
（４０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
９条第１項

平成３１年４月１２日及び平成３１年４月２６日、死亡事故を引き起
こしたことを端緒として監査実施。６件の違反が認められた。（１）
事業計画変更認可違反（法第９条第１項）、（２）事業計画変更事前
届出違反（法第９条第３項）、（３）乗務時間等の基準の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４
項）、（４）点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１項及び第２
項）、（５）点呼の記録記載不備（安全規則第７条第５項）、（６）
運転者に対する指導監督違反（安全規則第１０条第１項）

4 4



貨物 2019 8 30
千里通商株式会社（法人
番号6140001049513）
代表者平井佳夫

兵庫県尼崎市額田町２
２－１４

本社
兵庫県尼崎市額
田町２２番１４
号

文書警告
貨物自動車運送事業
法第１７条第１項

令和元年７月１９日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実
施。２件の違反が認められた。（１）乗務時間等の告示の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第４項）、（２）運行記録
計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条）

0 0

貨物 2019 8 30
有限会社三栄社（法人番
号7490002007590)代表
者池内淳

高知県高知市二葉町１
２－１５

本社営業所
高知県土佐市高
岡町甲３４７

許可の取消し
貨物自動車運送事業
法第32条

所在不明により事業活動が長期にわたり行われていないことを端緒と
して調査を実施したところ、貨物自動車運送事業法で定められた届け
出をしないで事業を休止又は廃止していたことが判明した。（貨物自
動車運送事業法第32条）

? ?

タクシー 2019 8 30

ESKインターナショナル
株式会社(法人番号
2120001164805)代表者
中井将文

大阪府大阪市浪速区戎
本町2-6-20

本社
大阪府大阪市浪
速区戎本町2-6-
20

文書警告
道路運送法第27条第
3項

平成31年2月21日及び同年3月25日、新規許可を端緒に監査を実施。5
件の違反が認められた。(1)点呼の記録義務違反（旅客自動車運送事業
運輸規則(以下、｢運輸規則｣）第24条第5項)、(2)点呼の記録事項義務違
反(運輸規則第24条第5項)、(3)乗務等の記録事項義務違反(運輸規則第
25条第3項、第4項)、(4)乗務員台帳の記載事項義務違反(運輸規則第37
条第1項)、(5)運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第
2項)

0 0

タクシー 2019 8 30

千里丘タクシー株式会社
(法人番号
9120901009565)代表者
辻井正房

大阪府摂津市千里丘東2
丁目6番25号

本社
大阪府摂津市千
里丘東2丁目6番
25号

輸送施設の使用停止
(20日車)

道路運送法第27条第
3項

平成31年4月25日及び令和元年5月27日、労働局からの通報を端緒に監
査を実施。2件の違反が認められた。(1)運転者に対する適性診断受診義
務違反（旅客自動車運送事業運輸規則(以下、｢運輸規則｣）第38条第2
項)、(2)運行管理者の講習(一般講習)受講義務違反(運輸規則第48条の4
第1項)

2 2

タクシー 2019 8 30

小郡ニュータウンタク
シー有限会社（法人番号
4290002051620） 代
表者西久保忠良

福岡県小郡市大字津古
字土取456-4

本社営業所
福岡県小郡市大
字津古字土取
456-4

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和1年7月19日、監査実施。3件の違反が認められた。(1)乗務員台帳
の記載事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下｢運輸規
則｣）第37条第1項）､(2)運転者に対する指導監督違反（運輸規則第38
条第1項）､(3)運転者に対する指導監督の記載事項義務違反（運輸規則
第38条第1項）

0 0

貨物 2019 9 2
株式会社ムロオ（法人番
号6240001026634）
代表者山下俊一郎

広島県呉市中央1-6-9
長崎西営業
所

長崎県諫早市貝
津町1204-39

輸送施設の使用停止
（40日車）､文書警告

貨物事業者運送事業
法（以下｢法｣）第8
条第1項､法第17条第
4項

平成31年4月25日、監査実施。4件の違反が認められた。(1)事業計画
(自動車車庫)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法第8
条第1項)､(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以
下｢安全規則｣)第7条)､(3)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)､(4)
点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)

4 4

貨物 2019 9 2

ツチヤ商運株式会社（法
人番号
6180001058270）代表
取締役高瀬和浩

愛知県名古屋市西区赤
城町１５９

本社
愛知県名古屋市
西区赤城町１５
９

輸送施設の停止（２
００日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項

平成３１年４月２５日、監査方針に基づいて監査実施。１１件の違反
が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、（２）健康
状態の把握義務違反（安全規則第３条第６項）、（３）点呼の実施義
務違反（安全規則第７条第１項及び第２項）、（４）点呼の記録記載
不備（安全規則第７条第５項）、（５）運転者台帳の記載不備（安全
規則第９条の５第１項）、（６）運転者に対する指導監督違反（安全
規則第１０条第１項）、（７）特定の運転者に対する指導監督違反
（安全規則第１０条第２項）、（８）特定の運転者に対する適性診断
受診義務違反（安全規則第１０条第２項）、（９）運行管理者に対す
る指導監督違反（安全規則第２２条）、（１０）運行管理者の講習受
講義務違反（安全規則第２３条第１項）、（１１）定期点検整備の実
施違反（安全規則第１３条第１号）

28 20

タクシー 2019 9 2

都タクシー株式会社（法
人番号４１１０００１０
０５４７０） 代表者高
橋良樹

新潟県新潟市中央区下
所島２－２－１２

下所島営業
所

新潟県新潟市中
央区下所島２－
２－１２

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

令和元年８月９日、監査実施。１件の違反が認められた。（１）疾
病、疲労等のおそれのある乗務（旅客自動車運送事業運輸規則第２１
条第５項）

0 0

タクシー 2019 9 2

滋賀タクシー株式会社
（法人番号
7160001005439）代表
者田畑太郎

滋賀県甲賀市甲南町大
字寺庄395番地2号

水口
滋賀県甲賀市水
口町本綾野1番1
号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和元年6月11日、長期未実施を端緒に監査を実施。1件の違反が認め
られた。乗務等の記録事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第
25条第3項、第4項）

0 0

タクシー 2019 9 2

滋賀タクシー株式会社
（法人番号
7160001005439）代表
者田畑太郎

滋賀県甲賀市甲南町大
字寺庄395番地2号

近江八幡
滋賀県近江八幡
市千僧供町字三
ノ坪633番地1号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和元年6月21日、長期未実施を端緒に監査を実施。1件の違反が認め
られた。乗務等の記録事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第
25条第3項、第4項）

0 0

タクシー 2019 9 2

滋賀タクシー株式会社
（法人番号
7160001005439）代表
者田畑太郎

滋賀県甲賀市甲南町大
字寺庄395番地2号

石部
滋賀県湖南市石
部字猿田1992番
地2

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和元年6月18日、長期未実施を端緒に監査を実施。2件の違反が認め
られた。（1）点呼の記録事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則
（以下、「運輸規則」）第24条第5項）、（2）乗務等の記録事項義務
違反（運輸規則第25条第3項、第4項）

0 0

タクシー 2019 9 2

彦根タクシー株式会社
（法人番号
1160001008645）代表
者田畑太郎

滋賀県彦根市後三条町
字西安方251番地

本社
滋賀県彦根市後
三条町字西安方
251番地

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和元年7月4日、長期未実施を端緒に監査を実施。1件の違反が認めら
れた。乗務員台帳の記載事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則
第37条第1項）

0 0

タクシー 2019 9 2
新金岡交通株式会社(法
人番号9120101027525)
代表者北村勇

大阪府堺市北区南花田
町209－1

大阪
大阪府大阪市西
区千代崎3－7－2

文書警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数（放
置駐車違反）が、過去1年以内に3件に達した。運転者に対する指導監
督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

貨物 2019 9 3
有限会社けいあい（法人
番号8030002083875）
代表者石川敬一

埼玉県鴻巣市袋４２３
－１

本社
埼玉県鴻巣市下
忍３９５７

輸送施設の使用停止
（182日車）、輸送の
安全確保命令

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成31年1月23日、監査を
実施。12件の違反が認められた。（1）疾病のおそれのある乗務（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（2）点呼の実施義務違反
等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（3）乗務等の記録義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（4）運行記
録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、
（5）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第10条第1項）、（6）初任・高齢運転者に対する指導監督違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（7）初任・高齢運転者
に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
10条第2項）、（8）運行管理者に対する指導及び監督違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第22条）、（9）運行管理者の講習受講義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項）、（10）運行管理
補助者の要件違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項）、
（11）事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）、
（12）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）

19 19

貸切バス 2019 9 3

有限会社スカイコーポ
レーション（法人番号：
6050002013907） 代
表者 髙梨友重

茨城県土浦市千束町8-7 本社営業所
茨城県土浦市千
束町8-7

文書警告（処分日車
数40日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
（6）による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第24条

令和元年6月21日、定期的な監査を実施。3件の違反が認められた。(1)
運送引受書の記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸
規則｣)第7条の2第1項)､(2)点呼の実施等義務違反(運輸規則第24条)､(3)
運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)

4 4

貸切バス 2019 9 3

有限会社小菅観光バス
（法人番号：
7090002009314） 代
表者 古菅かおり

山梨県北都留郡小菅村
2346-1

本社営業所
山梨県北都留郡
小菅村2346-1

文書警告（処分日車
数40日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
（6）による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和元年5月17日及び令和元年5月28日、定期的な監査を実施。3件の違
反が認められた。(1)運行管理者の選任解任違反(道路運送法第23条第3
項)､(2)疾病のおそれのある乗務(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運
輸規則｣)第21条第5項)､(3)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規
則第38条第1項)

24 4



貨物 2019 9 4

東北大日運輸株式会社
（法人番号９０１１７０
１００１０８７） 代表
者半田尊久

東京都江戸川区北葛西
５丁目２８番２１号

岩手営業所
岩手県二戸市下
斗米字上野平６
７－１５

文書警告
貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

令和元年５月２１日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、2件
の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第１０条第１
項）、（２）運転者に対する指導監督の記録違反（安全規則第１０条
第１項）

0 0

貨物 2019 9 4
共進運輸株式会社（法人
番号4170001008204）
代表者前部安弘

和歌山県紀の川市桃山
町調月１９４８番地の
１

神通
和歌山県紀の川
市神通２００番
地の２

輸送施設の使用停止
（９０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条４項

平成３０年１２月４日及び同年１２月１８日、公安委員会からの通報
を端緒に監査を実施。３件の違反が認められた。（１）乗務時間等の
告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第４項）、
（２）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７
条）、（３）無車検運行（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１３
条）

9 9

貨物 2019 9 4

グリーン特急有限会社
（法人番号
2170002008287）代表
者亀岡俊樹

和歌山県紀の川市中津
川２０－２

本社
和歌山県紀の川
市中津川２０－
２

輸送施設の使用停止
（８０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条４項

平成３０年１２月１４日及び同年１２月２６日、公安委員会からの通
報を端緒に監査を実施。１２件の違反が認められた。（１）乗務時間
等の告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第４
項）、（２）乗務時間等告示なお書きの遵守違反（一運行の勤務時
間）（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第４項）、（３）健康
状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第６
項）、（４）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第７条）、（５）点呼の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第７条第５項）、（６）乗務等の記録事項義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第８条）、（７）運行指示書の作成義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条の３第１項）、（８）運
転者台帳の作成義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条の
５第１項）、（９）運転者台帳の記載事項義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第９条の５第１項）、（１０）運転者に対する指導
監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第１項）、（１
１）初任運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第１０条第２項）、（１２）高齢運転者に対する適性診断受診義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第２項）

8 8

貨物 2019 9 4
式部商事有限会社（法人
番号4210002012381）
代表取締役谷口秀一

福井県越前市四郎丸町
第６１－７－３

本社
福井県越前市四
郎丸町第６１号
７－３

輸送施設の停止（３
０日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
９条第１項、第９条
第３項、第１７条第
４項

令和元年５月１６日、関係機関からの情報を端緒として監査実施。７
件の違反が認められた。（１）事業計画変更認可違反【車庫】（法第
９条第１項）、（２）事業計画変更認可違反【睡眠施設】（法第９条
第１項）、（３）事業計画変更事後届出違反（法第９条第３項）、
（４）点呼の記録記載不備（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下
「安全規則」）第７条第５項）、（５）運行管理者の講習受講義務違
反（安全規則第２３条第１項）、（６）定期点検整備記録の記載不備
（安全規則第１３条第２号）、（７）報告義務違反（法第６０条第１
項）

3 3

タクシー 2019 9 4

丸寿タクシー株式会社
（法人番号
3310001002085） 代
表者馬場政徳

長崎県長崎市彦見町18-
15

本社営業所
長崎県長崎市彦
見町18-15

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和1年7月23日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)乗務員台帳
の記載事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第37条第1項）

0 0

貨物 2019 9 5

ウインズトランスポート
株式会社（法人番号
4120001182004）代表
者藤原慎吾

大阪府大阪市西淀川区
歌島四丁目８番２４号

八幡
京都府八幡市下
奈良今里１

輸送施設の使用停止
（９０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条１項

平成３０年１２月１９日及び平成３１年１月９日、公安委員会からの
通報を端緒に監査を実施。１０件の違反が認められた。（１）事業計
画変更認可違反（自動車車庫の位置）（貨物自動車運送事業法第９条
第１項）、（２）健康状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第３条第６項）、（３）点呼の実施義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第７条）、（４）点呼の記録義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第７条第５項）、（５）点呼の記録事項義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第５項）、（６）乗務
等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第８条）、
（７）運転者台帳の記載事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第９条の５第１項）、（８）運転者に対する指導監督違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第１０条第１項）、（９）運転者に対す
る指導監督の記録違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第
１項）、（１０）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第２３条第１項）

9 9

貨物 2019 9 5

ヒラヌマ運輸株式会社法
人番号（７２５０００１
００４４０７）代表者平
沼政夫

山口県山陽小野田市大
字津布田１７０４－２

本社営業所
山口県山陽小野
田市大字津布田
１７０４－２

輸送施設の使用停止
（８０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項、
第４項及び第２４条

酒気帯び運転で事故を起こしたことを端緒として、平成３１年２月１
３日および同年３月８日に監査実施、１０件の違反が認められた。
（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
（以下「安全規則」）第３条第４項）（２）疾病、疲労等のおそれの
ある乗務禁止違反（安全規則第３条第６項）（３）点呼実施義務違反
（安全規則第７条第１項、第２項及び第３項）（４）点呼記録義務違
反（安全規則第７条第５項）（５）乗務等の記録事項違反（安全規則
第８条第１項）（６）運行記録計による記録義務違反（安全規則第９
条第１項）（７）事故記録の記録事項違反（安全規則第９条の２第１
項）（８）運転者台帳作成義務違反（安全規則第９条の５第１項）
（９）運転者台帳記載事項違反（安全規則第９条の５第1項）（１０）
自動車事故報告規則に規定する事故の届出違反（貨物自動車運送事業
法第２４条）

8 8

貨物 2019 9 6

有限会社富士運輸（法人
番号７４３０００２０５
５０９１） 代表者竹田
直安

北海道小樽市朝里川温
泉１丁目２２０番地３

本社営業所
北海道小樽市朝
里川温泉１丁目
２２０番地３

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第３条
第４項 他１件

令和元年８月２９日、公安委員会からの通報等を端緒として監査を実
施。２件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第
４項）、（２）点呼の記録事項義務違反（安全規則第７条第５項）

0 0

貨物 2019 9 6

シンセイエキスプレス有
限会社（法人番号
4120002055919）代表
者谷口浩美

大阪府東大阪市中野２
丁目８番２８号

本社
大阪府東大阪市
中野２丁目８番
２８号

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条３項

令和元年７月３日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。１件
の違反が認められた。（１）過積載運送（貨物自動車運送事業法第１
７条第３項）

1 1

貸切バス 2019 9 6

有限会社西平観光晃車
（法人番号
9150002007656）代表
者西平美津子

奈良県橿原市小槻町277
－28

宇陀
奈良県宇陀市大
宇陀西山248－1

文書警告（処分日車
数10日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
（6）による）

道路運送法第27条第
3項

令和元年7月26日、法令違反の疑いを端緒に監査を実施。5件の違反が
認められた。(1)運行管理者の解任届出違反(道路運送法第23条第3項)、
(2)運送引受書の記載事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以
下、「運輸規則」)第7条の2第1項)、(3)点呼の記録事項義務違反(運輸
規則第24条第5項)、(4)運行管理者の講習(一般講習)受講義務違反(運輸
規則第48条の4第1項)、(5)運行管理補助者の選任解任届出違反(運輸規
則第68条)

1 1

貨物 2019 9 9

三新輸送 株式会社（法
人番号２４３０００１０
４３６２２） 代表者梶
浦民夫

北海道恵庭市北柏木町
３丁目４８番

仙台営業所
宮城県仙台市宮
城野区中野４丁
目２－３２

輸送施設の使用停止
（５０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項、法第
１７条第４項

平成３１年２月２１日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実
施した結果、5件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条
第４項）、（２）点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１項、第２
項、第３項）、（３）点呼の記録事項［不実記載］義務違反（安全規
則第７条第５項）、（４）運転者に対する指導監督義務違反（安全規
則第１０条第１項）、（５）運転者に対する指導監督の記録違反（安
全規則第１０条第１項）

5 5



貨物 2019 9 9
株式会社ＯＴＬ（法人番
号6470001014013)代表
者松井一郎

香川県高松市香南町由
佐５１６－１

本社営業所
香川県高松市香
南町由佐５１６
－１

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項、第
60条第1項

令和元年７月３０日、貨物自動車運送事業に関する監査方針に基づき
監査を実施したところ、４件の違反が確認された。(1)運転者に対する
点呼が確実になされていなかったこと（貨物自動車運送事業輸送安全
規則（以下「安全規則」）第7条第1項、第2項、第3項）、(2)運転者に
対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと（安全規則第7
条第5項）、(3)死傷事故を引き起こした運転者に対して法令で定められ
た適性診断を受診させていなかったこと（安全規則第10条第2項）、
(4)事業実績報告書の提出をしていなかったこと（貨物自動車運送事業
法第60条第1項）

0 0

貨物 2019 9 9
株式会社三港（法人番号
8190001003406）代表
取締役渡部啓之

三重県亀山市天神３丁
目１番７号

本社
三重県亀山市天
神３丁目１番７
号

輸送施設の停止（２
５日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項

令和元年５月２１日、関係機関からの通報を端緒として監査実施。４
件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、
（２）点呼の記録記載不備（安全規則第７条第５項）、（３）運転者
台帳の記載不備（安全規則第９条の５第１項）、（４）定期点検整備
の実施違反（安全規則第１３条第１号）

3 3

貸切バス 2019 9 9
奥道後交通株式会社（法
人番号7500001005338)
代表者弓山悟

愛媛県松山市末町乙５
２

本社営業所
愛媛県松山市末
町乙５２

輸送施設の使用停止
（３２０日車)及び文
書警告

道路運送法第9条の2
第1項、第15条第1
項、第27条第3項、
第29条の3

平成３１年１月９日、同月１５日、同月１６日及び同月２５日、旅客
自動車運送事業に関する監査方針に基づき監査を実施したところ、１
５件の違反が確認された。(1)届出運賃によらない運賃を収受していた
こと(道路運送法（以下「法」）第9条の2第1項）、(2)自動車車庫の位
置及び収容能力に係る事業計画変更認可を受けていなかったこと（法
第15条第1項）、(3)運送引受書に記載すべき事項の記録が不適切で
あったこと（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第7条
の2第1項）、(4)酒気を帯びた状態にある乗務員を事業用自動車に乗務
させたこと（運輸規則第21条第4項）、(5)運転者に対する点呼の実施
が一部不適切であったこと（運輸規則第24条第1項、第2項、第3項）、
(6)運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと
（運輸規則第24条第5項）、(7)運転者に対する点呼の記録簿に不実記
載をおこなっていたこと（運輸規則第24条第5項）、(8)運行指示書に
記載すべき事項が不適切であったこと（運輸規則第28条の2第1項）、
(9)乗務員台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと
（運輸規則第37条第1項）、(10)事業用自動車の運行の安全を確保する
ために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと（運輸規
則第38条第1項）、(11)新たに雇い入れした運転者に対して事業用自動
車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項についての特別な指
導が不適切であったこと（運輸規則第38条第2項）、(12)新たに雇い入
れした運転者に対して法令で定められた適性診断を受診させていな
かったこと（運輸規則第38条第2項）、(13)事業用自動車の定期点検整

32 32

貨物 2019 9 10

丸喜重量運輸青森株式会
社（法人番号８４２００
０１０１０６３４） 代
表者工藤博文

青森県弘前市大字賀田
１丁目７番地１

福島営業所
福島県白河市白
坂勝田石１番地
３

輸送施設の使用停止
（１４０日車）、輸
送の安全確保命令及
び文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
８条第１項、法第１
７条第１項、法第１
７条第４項

平成３０年１１月２７日及び１２月４日、監査方針を端緒として監査
を実施した結果、7件の違反が認められた。（１）自動車車庫の位置及
び収容能力違反［営業所との距離］（貨物自動車運送事業法施行規則
第２条第１項第４号）、（２）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、
（３）点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１項、第２項）、
（４）点呼の記録事項［不実記載］義務違反（安全規則第７条第５
項）、（５）運転者台帳の作成義務違反（安全規則第９条の５第１
項）、（６）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第１０条第
１項）、（７）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則
第１０条第２項）

14 14

貨物 2019 9 10
株式会社西健実業（法人
番号6122001028630）
代表者西尾庸助

大阪府東大阪市水走１
丁目１７番１９号

本社
大阪府東大阪市
水走１丁目１７
番１９号

輸送施設の使用停止
（２０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条３項

令和元年７月３日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。１件
の違反が認められた。（１）過積載運送（貨物自動車運送事業法第１
７条第３項）

2 2

タクシー 2019 9 10

株式会社ふれ愛交通（法
人番号
4120001106846）代表
者道野隆

大阪府大阪市平野区平
野東4丁目5番19号

平野
大阪府大阪市平
野区長吉出戸3丁
目1番49号

輸送施設の使用停止
（48日車）

道路運送法第13条
令和元年5月29日、近畿運輸局において苦情を端緒に調査を実施。1件
の違反が認められた。運送引受義務違反（道路運送法第13条）

6 5

貸切バス 2019 9 10

株式会社シティアクセス
相模（法人番号：
3021001019883） 代
表者 大塚一義

神奈川県厚木市山際
252-1

相模営業所
神奈川県厚木市
山際252-1

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第1
項

令和元年6月26日、定期的な監査を実施。2件の違反が認められた。(1)
乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規
則｣)第21条第1項)､(2)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第
38条第1項)

0 0

貸切バス 2019 9 10

株式会社亜細亜交通社大
功バス（法人番号：
9040001044835） 代
表者 飯田忠光

千葉県成田市寺台242-3 本社営業所
千葉県成田市寺
台242-3

輸送施設の使用停止
（320日車）

道路運送法第9条の2
第1項

平成30年6月20日及び平成30年7月26日他、並びに平成30年11月2日
他、定期的な監査及び死亡事故を引き起こしたことを端緒に監査を実
施。17件の違反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送
法(以下｢運送法｣)第9条の2第1項)､(2)営業所の事業計画変更認可違反
(運送法第15条第1項)､(3)自動車車庫の事業計画変更認可違反(運送法第
15条第1項)､(4)運行管理者及び運行管理補助者の選任届出違反(運送法
第23条第3項)､(5)運送引受書の記載事項の不備(旅客自動車運送事業運
輸規則(以下｢運輸規則｣)第7条の2第1項)､(6)乗務時間等告示の遵守違反
(運輸規則第21条第1項)､(7)疾病のおそれのある乗務(運輸規則第21条第
5項)､(8)点呼の実施等義務違反(運輸規則第24条)､(9)乗務等の記録の記
載事項不備(運輸規則第25条第2項)､(10)運行記録計による記録義務違反
(運輸規則第26条第1項)､(11)運行指示書の記載事項不備(運輸規則第28
条の2第1項)､(12)乗務員台帳の作成､備付け義務違反(運輸規則第37条第
1項)､(13)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､
(14)初任運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､
(15)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)､
(16)報告義務違反(運送法第94条第1項)､(17)休憩､仮眠又は睡眠のため
の施設の変更届出(道路運送法施行規則第66条第1項第6号)

32 32

貸切バス 2019 9 10

台日通バス株式会社（法
人番号：
6011801030328） 代
表者 海津基

千葉県印西市小林294-
13 ジュエリーＤ102号
室

本社営業所
千葉県印西市小
林294-13 ジュ
エリーＤ102号室

輸送施設の使用停止
（80日車）

道路運送法第9条の2
第1項

平成31年1月21日及び平成31年1月24日他、区域拡大を行ったことを端
緒に監査を実施。8件の違反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違
反(道路運送法(以下｢運送法｣)第9条の2第1項)､(2)事業計画の変更認可
違反(運送法第15条第1項)､(3)疾病のおそれのある乗務(旅客自動車運送
事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第21条第5項)､(4)点呼の記録事項義務違
反(運輸規則第24条第5項)､(5)乗務等の記録の記録事項不備(運輸規則第
25条第2項)､(6)運行指示書の記載事項不備(運輸規則第28条の2第1項)､
(7)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)､(8)休
憩､仮眠又は睡眠のための施設の変更届出(施行規則第66条第1項第6号)

45 8

貨物 2019 9 11

株式会社ほくうん（法人
番号８４３０００１０１
４５１０） 代表者森高
義男

北海道札幌市東区中沼
町３１番地４

福島営業所
福島県西白河郡
矢吹町鍋内８１
－７

輸送施設の使用停止
（１００日車）及び
文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項、法第
１７条第４項

平成３０年１２月５日及び２７日、監査方針を端緒として監査を実施
した結果、5件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第
４項）、（２）点呼の記録事項義務違反（安全規則第７条第５項）、
（３）乗務等の記録事項義務違反（安全規則第８条）、（４）運行記
録計による記録［不実記録］義務違反（安全規則第９条）、（５）運
転者に対する指導監督義務違反（安全規則第１０条第１項）

10 10



貨物 2019 9 11
東福運送株式会社（法人
番号4290001038412）
代表者加藤満

福岡県糟屋郡粕屋町大
字内橋773

本社営業所
福岡県糟屋郡粕
屋町大字内橋字
石橋773-7

輸送施設の使用停止
（30日車）､文書警告

貨物事業者運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項､法第17条第
4項

令和1年7月9日、監査実施。7件の違反が認められた。(1)乗務時間等の
基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下｢安全規則｣)第3
条第4項)、(2)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(3)運転者
台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(4)運転者に対する
指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(5)運転者に対する指導監督の記
録事項義務違反(安全規則第10条第1項)、(6)特定運転者に対する特別な
指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(7)特定運転者に対する適性診断
受診義務違反(安全規則第10条第2項)

3 3

貨物 2019 9 11

西日本ふそう陸送株式会
社(法人番号
3290801005587) 代表
者磯部芳治

福岡県北九州市門司区
新門司北1-10-9

本社営業所
福岡県北九州市
門司区新門司北
1-10-9

輸送施設の使用停止
（70日車）､文書警告

貨物事業者運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項、法第17条
第4項

令和1年5月22日、監査実施。8件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下｢安全規則｣)
第3条第4項)、(2)乗務時間等の基準なお書き違反(安全規則第3条第4
項)、(3)疾病、疲労等のおそれのある乗務(安全規則第3条第6項)、(4)
点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(5)点呼の記録事項義務違反(安
全規則第7条第5項)、(6)運行指示書に係る（作成、指示、携行）義務違
反(安全規則第9条の3第1項)、(7)運転者台帳の記載事項義務違反(安全
規則第9条の5第1項)、(8)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(安
全規則第10条第2項)

7 7

貨物 2019 9 11
株式会社ダイトー(法人
番号1290001046599)
代表者藤本保

福岡県宮若市本城656 本社営業所
福岡県宮若市本
城661-1

輸送施設の使用停止
（70日車）､文書警告

貨物事業者運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項、法第17条
第4項

令和1年6月28日、監査実施。9件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下｢安全規則｣)
第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(3)乗務等の記
録事項義務違反(安全規則第8条)、(4)運転者台帳の記載事項義務違反
(安全規則第9条の5第1項)、(5)運転者に対する指導監督違反(安全規則
第10条第1項)、(6)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規
則第10条第1項)、(7)特定運転者に対する特別な指導監督違反(安全規則
第10条第2項)、(8)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則
第10条第2項)、(9)運行管理規程の制定違反(安全規則第21条)

11 7

タクシー 2019 9 11

株式会社神園サービス
(法人番号
6340002018422) 代表
者神薗八千朗

鹿児島県薩摩郡さつま
町宮之城屋地1077-2

本社営業所
鹿児島県薩摩郡
さつま町宮之城
屋地1077-2

輸送施設の使用停止
(30日車)、文書警
告、文書勧告

道路運送法第27条第
3項

令和1年6月11日、監査実施。10件の違反が認められた。(1)疾病、疲労
等のおそれのある乗務（旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規
則」)第21条第5項）、(2)乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第25
条）、(3)乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条第1項）、
(4)運転者に対する指導監督違反（運輸規則第38条第1項）、(5)運転者
に対する指導監督の記載事項義務違反（運輸規則第38条第1項）、(6)
特定運転者に対する特別な指導監督違反（運輸規則第38条第2項）、
(7)特定運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第38条第2
項）、(8)運行管理規程の制定義務違反（運輸規則第48条の2）、(9)指
導主任者の届出義務違反(運輸規則第68条第1項第3号)、(10)指導主任者
の転任（退任）届出義務違反(運輸規則第68条第1項第4号)

3 3

貸切バス 2019 9 11
狩野観光株式会社（法人
番号3120001204056)代
表者王佳慧

大阪府大阪市住之江区
新北島7－2－2－1405

大阪事業本
部

大阪府大阪市住
之江区新北島5－
3－53

文書警告（処分日車
数20日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
（6）による）

道路運送法第15条第
1項

令和元年7月4日及び同年7月19日、新規許可を端緒に監査を実施。4件
の違反が認められた。（1）事業計画の変更認可違反（道路運送法（以
下、「運送法」）第15条第1項）、（2）点呼の記録事項義務違反（旅
客自動車運送事業運輸規則第24条第5項）、（3）自動車に関する表示
義務違反（運送法第95条）

2 2

貨物 2019 9 12

三光運輸株式会社（法人
番号７３７０８０１００
０３８６） 代表者佐藤
茂

宮城県岩沼市押分字須
加原１２９番地の１０

岩沼営業所
宮城県岩沼市押
分字須加原１２
９番地の１０

輸送施設の使用停止
（１００日車）及び
文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項、法第
１７条第４項

平成３１年４月１１日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として監
査を実施した結果、5件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準
の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）
第３条第４項）、（２）点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１
項、第２項）、（３）点呼の記録事項［不実記載］義務違反（安全規
則第７条第５項）、（４）運転者に対する指導監督、並びに記録違反
（安全規則第１０条第１項）、（５）事故惹起運転者に対する指導義
務違反（安全規則第１０条第２項）

10 10

貨物 2019 9 12

高津急送有限会社（法人
番号２０４０００２０２
９５７７） 代表者高津
重雄

千葉県八千代市八千代
台北９－６－５

長野営業所
長野県中野市大
字西条５３５－
１

輸送施設の使用停止
（６０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項及
び同法第１７条第４
項

平成３０年１０月２４日、監査実施。８件の違反が認められた。
（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
（以下「安全規則」）第３条第４項）（２）点呼の実施違反（安全規
則第７条第１項～第３項）（３）点呼の記録違反（安全規則第７条第
５項）（４）乗務等の記録違反（安全規則第８条）（５）運行記録計
による記録違反（安全規則第９条）（６）運行指示書及び写しの保存
義務違反（安全規則第９条の３第４項）（７）運転者台帳（安全規則
第９条の５第１項）

6 6

貨物 2019 9 12
友栄運輸株式会社（法人
番号2120001048165）
代表者丹羽宏志

大阪府大阪市西区九条
南２－３－９

鶴町
大阪府大阪市大
正区鶴町２－５
－３

輸送施設の使用停止
（１９５日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条４項

平成３０年１２月２７日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。
７件の違反が認められた。（１）事業計画変更認可違反（自動車車庫
の位置）（貨物自動車運送事業法第９条第１項）、（２）乗務時間等
の告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第４
項）、（３）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第７条）、（４）点呼の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第７条第５項）、（５）乗務等の記録事項義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第８条）、（６）定期点検整備の実施違
反（３ヶ月点検）（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１３条、道路
運送車両法第４８条）、（７）運行管理者の解任未届出違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第１９条）

20 20

貨物 2019 9 12
佐屋運輸株式会社（法人
番号8180001097143）
代表取締役前田耕一

愛知県愛西市東篠町嘉
江口２５２

本社
愛知県愛西市東
篠町嘉江口２５
２

輸送施設の停止（５
０日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項

令和元年５月１０日、関係機関からの通知を端緒として監査実施。７
件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準遵守違反（貨物自動
車運送業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、（２）
健康状態の把握義務違反（安全規則第３条第６項）、（３）運転者台
帳の作成義務違反（安全規則第９条の５第１項）、（４）運転者台帳
の記載不備（安全規則第９条の５第１項）、（５）運転者に対する指
導監督違反（安全規則第１０条第１項）、（６）特定の運転者に対す
る指導監督違反（安全規則第１０条第２項）、（７）特定の運転者に
対する適性診断受診義務違反（安全規則第１０条第２項）

5 5

タクシー 2019 9 12

酒田第一タクシー株式会
社（法人番号６３９００
０１００６２３３） 代
表者日向信之

山形県酒田市あきほ町
６５１番４号

本社営業所
山形県酒田市あ
きほ町６５１番
４号

輸送施設の使用停止
（１０日車）及び文
書警告

道路運送法第２７条
第３項

平成３１年３月１３日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として監
査を実施した結果、3件の違反が認められた。（１）点呼の実施義務違
反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第２４条第２
項）、（２）運転者に対する指導監督義務違反（運輸規則第３８条第
１項）、（３）高齢運転者に対する指導義務違反（運輸規則第３８条
第２項）

1 1

貸切バス 2019 9 12

大和交通株式会社（法人
番号８３９０００１００
７６５９） 代表者遠藤
敏雄

山形県鶴岡市大字日枝
字鳥居上４３番地の２

本社営業所
山形県鶴岡市大
字日枝字鳥居上
４３番地の２

輸送施設の使用停止
（６０日車）

道路運送法第９条の
２第１項

平成３１年３月１４日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、1
件の違反が認められた。（１）運賃料金変更事前届出違反（道路運送
法第９条の２第１項）

6 6

タクシー 2019 9 13

近江タクシー株式会社
（法人番号
4160001008626）代表
者磯谷淳

滋賀県彦根市駅東町15
番1

長浜
滋賀県長浜市西
上坂町榎実128

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和元年7月3日、法令違反の疑いを端緒に監査を実施。1件の違反が認
められた。点呼の実施義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第24条
第1項、第2項）

6 0



タクシー 2019 9 13

近江タクシー株式会社
（法人番号
4160001008626）代表
者磯谷淳

滋賀県彦根市駅東町15
番1

彦根
滋賀県彦根市安
清町11番40号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和元年7月25日、法令違反の疑いを端緒に監査を実施。2件の違反が
認められた。（1）点呼の実施義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則
（以下、「運輸規則」）第24条第1項、第2項）、（2）乗務等の記録事
項義務違反（運輸規則第25条第3項、第4項）

6 0

タクシー 2019 9 13

近江タクシー株式会社
（法人番号
4160001008626）代表
者磯谷淳

滋賀県彦根市駅東町15
番1

守山
滋賀県守山市古
高町230番地

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和元年8月7日、法令違反の疑いを端緒に監査を実施。1件の違反が認
められた。点呼の実施義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第24条
第1項、第2項）

6 0

タクシー 2019 9 13

遠鉄タクシー株式会社
（法人番号
9080401000839) 代表
者丸山晃司

静岡県浜松市中区上島1
丁目11番15号

磐田営業所
静岡県磐田市鳥
之瀬144-2

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和元年9月3日、監査方針に基づき、監査を実施。2件の違反が認めら
れた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規
則第38条第1項)､(2)運転者に対する指導監督記録義務違反(旅客自動車
運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

貸切バス 2019 9 13

近江タクシー株式会社
（法人番号
4160001008626）代表
者磯谷淳

滋賀県彦根市駅東町15
番1

湖東
滋賀県近江八幡
市上田町84－3

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和元年8月9日、法令違反の疑いを端緒に監査を実施。2件の違反が認
められた。（1）運送引受書の記載事項義務違反（旅客自動車運送事業
運輸規則(以下、「運輸規則」)第7条の2第１項）、（2）運転者に対す
る指導監督義務違反（運輸規則第38条第1項）

0 0

貸切バス 2019 9 13

優心ファクトリー合同会
社法人番号（２２８００
０３０００２７３）代表
者渡部幸夫

島根県松江市八束町波
入１５３２－１

中央営業所
島根県松江市八
束町波入１５３
２－１

輸送施設の使用停止
（６０日車）及び文
書警告

道路運送法第２７条
第３項

継続監視の監査対象として、平成３０年１２月１８日、平成３１年２
月２２日及び令和元年７月２４日に監査を実施。４件の違反が認めら
れた。（１）乗務時間等告示の遵守違反（旅客自動車運送事業運輸規
則（以下運輸規則）第２１条第１項）（２）点呼の記録事項義務違反
（運輸規則第２４条第５項）（３）乗務員台帳記載事項義務違反（運
輸規則第３７条第１項）（４）特定の運転者に対する適性診断受診義
務違反（運輸規則第３８条第２項）

24 6

貨物 2019 9 17

株式会社パートナー（法
人番号７３７０００１０
１４４０２） 代表者中
村正一

宮城県仙台市若林区日
辺字宅地９９番地

本社営業所
宮城県仙台市若
林区日辺字宅地
９９番地

輸送施設の使用停止
（１５０日車）、輸
送の安全確保命令及
び文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項、法第
１７条第４項

平成３０年１０月２５日、監査方針を端緒として監査を実施した結
果、９件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４
項）、（２）疾病・疲労等のおそれのある乗務（安全規則第３条第６
項）、（３）点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１項、第２
項）、（４）点呼の記録事項義務違反（安全規則第７条第５項）、
（５）点呼の記録事項［不実記載］義務違反（安全規則第７条第５
項）、（６）運転者台帳の記載事項義務違反（安全規則第９条の５第
１項）、（７）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第１０条
第１項）、（８）初任運転者及び高齢運転者に対する指導義務違反
（安全規則第１０条第２項）、（９）初任運転者及び高齢運転者に対
する適性診断受診義務違反（安全規則第１０条第２項）

15 15

貨物 2019 9 17

有限会社珍田工業（法人
番号８４２０００２０１
１８６２） 代表者珍田
恭一

青森県北津軽郡中泊町
大字中里字亀山７８４
番地１

本社営業所

青森県北津軽郡
中泊町大字深郷
田字甘木１４０
－１４２

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第３項

平成３１年３月１５日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実
施した結果、1件の違反が認められた。（１）過積載運送（貨物自動車
運送事業法第１７条第３項）

1 1
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有限会社堀兄弟運送（法
人番号
2290002037019） 代
表者堀秀明

福岡県糟屋郡志免町大
字田富3-1-16

唐津営業所
佐賀県唐津市佐
志浜町4525-4

輸送施設の使用停止
（10日車）､文書警告

貨物事業者運送事業
法（以下｢法｣）第8
条第1項､法第17条第
1項､法第17条第4項

令和1年7月2日、監査実施。6件の違反が認められた。(1)事業計画(配
置車両数)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法第8条
第1項)､(2)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則(以下｢安全規則｣)第3条第4項)､(3)点呼の実施義務違反(安全規則第
7条)､(4)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)､(5)乗務等の記
録事項義務違反(安全規則第8条)､(6)運転者に対する指導監督違反(安全
規則第10条第1項)

7 1

タクシー 2019 9 17
華王株式会社（法人番号
1011101068701)代表者
蘇祥

東京都江戸川区東小松
川四丁目44番9号

大阪
大阪府大阪市東
淀川区東中島1丁
目20番19号303号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和元年6月7日及び同年6月14日、区域拡大を端緒に監査を実施。4件
の違反が認められた。（1）点呼の実施義務違反（旅客自動車運送事業
運輸規則（以下、「運輸規則」）第24条第1項、第2項）、（2）点呼の
記録事項義務違反（運輸規則第24条第5項）、（3）乗務等の記録事項
義務違反（運輸規則第25条第3項、第4項）、（4）運行管理規程の制定
義務違反（運輸規則第48条の2第1項）

0 0
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静岡タクシー有限会社
（法人番号
6080002003178） 代
表者石崎訓弘

静岡県静岡市羽鳥１丁
目２番６号

羽鳥
静岡県静岡市羽
鳥１丁目２番６
号

輸送施設の使用停止
（４０日車）及び文
書警告

道路運送法第２７条
第３項

平成３１年４月２４日及び令和元年８月６日、監査方針に基づいて監
査実施。６件の違反が認められた。（１）点呼の記録義務違反（旅客
自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第２４条第５項）、
（２）乗務等の記録記載不備（運輸規則第２５条第３項）、（３）運
転者に対する指導監督違反（運輸規則第３８条第１項）、（４）運転
者に対する指導監督の記録違反（運輸規則第３８条第１項）、（５）
運転者に対する指導監督の記録違反（運輸規則第３８条第１項）、
（６）特定の運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第３８
条第２項）

4 4
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株式会社フォルスアン
フィニ(法人番号
8140001084046)代表者
杉本茂雄

大阪府東大阪市南上小
阪6-26

東大阪営業
所

大阪府東大阪市
南上小阪6-26

事業停止(3日間)、輸
送施設の使用停止
(150日車)

道路運送法第27条第
3項

平成31年3月5日及び同年4月4日、法令違反の疑いを端緒に監査を実
施。11件の違反が認められた。(1)運送引受書の記載事項義務違反(旅客
自動車運送事業運輸規則(以下、「運輸規則」)第7条の2第1項)、(2)健
康状態の把握義務違反(運輸規則第21条第5項)、(3)点呼の実施義務違反
(運輸規則第24条第1項、第2項、第3項)、(4)点呼の記録事項義務違反
(運輸規則第24条第5項)、(5)乗務員台帳の作成義務違反(運輸規則第37
条第1項)、(6)乗務員台帳の記載事項義務違反(運輸規則第37条第1項)、
(7)運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(8)
定期点検整備の実施義務違反(運輸規則第45条、道路運送車両法第48
条)、(9)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条)、(10)運行管
理者の講習(一般講習)受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項)

15 15

貨物 2019 9 18
有限会社野口興業（法人
番号3050002023132）
代表者野口耕治

茨城県つくば市房内２
９３

本社
茨城県つくば市
房内２９３

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平成31年3月
12日、監査を実施。4件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の
遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）点呼
の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（3）
運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10
条第1項）、（4）運行管理補助者の要件違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第18条第3項）

2 2

貨物 2019 9 18
株式会社ライフ（法人番
号7012401008795）代
表者古川仁史

東京都調布市佐須町４
－２２－２

本社
東京都調布市佐
須町４－２２－
２

輸送施設の使用停止
（220日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第13条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年12月19日、平成
31年1月31日及び同年2月27日並びに同年3月6日、監査を実施。11件の
違反が認められた。（1）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第3条第6項）、（2）点呼の実施義務違反等（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条）、（3）乗務等の記録義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（4）乗務等の記録保存義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（5）運行記
録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、
（6）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第10条第1項）、（7）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第13条）、（8）整備管理者の選任（変更）未届出違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条、道路運送車両法第52
条）、（9）整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第15条）、（10）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第23条第1項）、（11）報告義務違反（貨物自
動車運送事業報告規則第2条）

22 22



貨物 2019 9 18
株式会社相馬輸送（法人
番号5030001044872）
代表者髙橋至

埼玉県所沢市坂之下１
０９０

所沢（旧：
本社）

埼玉県所沢市大
字坂之下１０９
０

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

死亡事故を引き起こしたことを端緒として平成31年2月14日、監査を実
施。2件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）運転者に対する指導
監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

2 2

貨物 2019 9 18
横浜運送株式会社（法人
番号1020001019169）
代表者三輪竜喜

神奈川県横浜市鶴見区
平安町１－３６－２

本社
神奈川県横浜市
鶴見区平安町１
－３６－２

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

労働局からの通報を端緒として平成30年10月30日及び平成31年4月5
日、監査を実施。3件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵
守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）運転者
に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1
項）、（3）運行管理者の選任（解任）未届出違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第19条）

1 1

貨物 2019 9 18
株式会社三松（法人番号
3020001021817）代表
者横山徹

神奈川県横浜市港北区
新横浜１－１８－１２

本社
神奈川県横浜市
港北区新横浜１
－１８－１２

輸送施設の使用停止
（110日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成31年3月14日及び同年
4月19日、監査を実施。7件の違反が認められた。（1）点呼の記録事項
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）、（2）乗務
等の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、
（3）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第10条第1項）（4）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第13条）、（5）整備管理者の研修受講義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第15条）、（6）報告義務違反（貨物自動車
運送事業報告規則第2条）、（7）自動車に関する表示義務違反（道路
運送法第95条）

11 11

貨物 2019 9 18
株式会社タカノ（法人番
号4050001041035）代
表者髙野直人

茨城県坂東市沓掛５０
５３－１

本社
茨城県坂東市沓
掛３８９４－１

輸送施設の使用停止
（150日車）、輸送の
安全確保命令

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

救護措置義務違反があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平
成31年2月15日及び同年2月28日、監査を実施。14件の違反が認められ
た。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第4項）、（2）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第6項）、（3）点呼の実施義務違反等（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第7条）、（4）乗務等の記録事項義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（5）運行記録計による
記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（6）運転
者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条
第1項）、（7）初任運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第2項）、（8）初任運転者に対する適性診断受
診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（9）
定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13
条）、（10）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第
1項）、（11）事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3
項）、（12）事業計画事後届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3
項）、（13）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）、
（14）自動車に関する表示義務違反（道路運送法第95条）

15 15

貨物 2019 9 18

よつば流通株式会社（法
人番号
3040001072775）代表
者佐野慎二

千葉県船橋市上山町３
－５３７－４

本社
千葉県船橋市上
山町３－５３７
－４

輸送施設の使用停止
（90日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成31年1月23日及び同年
2月１日、監査を実施。8件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示
の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）疾
病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6
項）、（3）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第7条）、（4）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第1項）、（5）高齢運転者に対する指導監督違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（6）高齢運転者
に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
10条第2項）、（7）事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9
条第3項）、（8）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）

9 9

貨物 2019 9 18

株式会社大阪輸送セン
ター（法人番号
9120901005886）代表
者西岡俊和

大阪府吹田市青葉丘南
６－２１

本社
大阪府吹田市青
葉丘南６－２１

輸送施設の使用停止
（５０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条４項

平成３０年１２月２１日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実
施。１０件の違反が認められた。（１）事業計画変更認可違反（自動
車車庫の位置）（貨物自動車運送事業法第９条第１項）、（２）乗務
時間等の告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第
４項）、（３）健康状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第３条第６項）、（４）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第７条）、（５）点呼の記録事項義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第７条第５項）、（６）点呼記録の不実記
載（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第５項）、（７）乗務等
の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第８条）、
（８）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第１０条第１項）、（９）運転者に対する指導監督の記録事項義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第１項）、（１０）
初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第１０条第２項）

5 5

貨物 2019 9 18
福島重量株式会社（法人
番号3120001036268）
代表者中村秋一

大阪府大阪市福島区福
島６－１－１

本社
大阪府大阪市福
島区福島６－１
－１

輸送施設の使用停止
（１００日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条４項

平成３０年１２月１４日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実
施。１３件の違反が認められた。（１）事業計画変更認可違反（自動
車車庫の位置）（貨物自動車運送事業法第９条第１項）、（２）事業
計画変更事前届出違反（各営業所に配置する事業用自動車の種別ごと
の数違反）（貨物自動車運送事業法第９条第３項）、（３）乗務時間
等の告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第４
項）、（４）健康状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第３条第６項）、（５）過積載運送（貨物自動車運送事業法第１
７条第３項）、（６）過積載運送防止の指導及び監督の怠慢（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第４条）、（７）限度超過車両の通行、条
件等違反の防止に係る指導及び監督の怠慢（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第５条の２）、（８）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第７条）、（９）点呼の記録義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第７条第５項）、（１０）乗務等の記録事項義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第８条）、（１１）運転者
台帳の記載事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条の
５第１項）、（１２）初任運転者及び高齢運転者に対する適性診断受
診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第２項）、
（１３）運行管理者補助者の要件違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第１８条第３項）

10 10



貨物 2019 9 18
福島物流有限会社（法人
番号1140002021450）
代表者福島廣昭

兵庫県神戸市西区白水
１丁目４６番１

本社
兵庫県神戸市西
区伊川谷町潤和
２３８－３６９

輸送施設の使用停止
（５０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条４項

平成３０年１０月２６日及び平成３１年２月２１日、死亡事故を引き
起こしたことを端緒に監査を実施。１１件の違反が認められた。
（１）乗務時間等の告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第３条第４項）、（２）健康状態の把握義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第３条第６項）、（３）点呼の実施義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第７条）、（４）点呼の記録事項義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第５項）、（５）乗務等
の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第８条）、
（６）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第１０条第１項）、（７）運転者に対する指導監督の記録事項義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第１項）、（８）初
任運転者及び高齢運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第１０条第２項）、（９）初任運転者及び高齢運転者に
対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１
０条第２項）、（１０）事故の未届出違反（貨物自動車運送事業法第
２４条）、（１１）最低賃金の違反（貨物自動車運送事業法第２５条
第２項）

5 5

貨物 2019 9 18
有限会社酒井木材（法人
番号6350002013620）
代表者酒井勝幸

宮崎県延岡市貝の畑町
2394

本社営業所
宮崎県延岡市貝
の畑町2394

輸送施設の使用停止
（130日車）､文書警
告

貨物事業者運送事業
法（以下｢法｣）第8
条第1項、法第17条
第1項、法第17条第
4項、法第60条第1
項

令和1年7月31日、監査実施。17件の違反が認められた。(1)～(3)事業
計画(営業所・自動車車庫・休憩睡眠施設)に定めるところに従う義務違
反(貨物自動車運送事業法（以下｢法｣）第8条第1項)､(4)報告義務違反
(法第60条第1項)､(5)疾病、疲労等のおそれのある乗務(貨物自動車運送
事業輸送安全規則(以下｢安全規則｣)第3条第6項)､(6)運転者台帳の作成
義務違反(安全規則第9条の5第1項)､(7)運転者台帳の記載事項義務違反
(安全規則第9条の5第1項)､(8)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)､(9)
点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)､(10)点呼の記録事項義務違
反(安全規則第7条第5項)､(11)運行指示書に係る（作成、指示、携行）
義務違反(安全規則第9条の3第1項)､(12)乗務時間等の基準の遵守違反
(安全規則第3条第4項)､(13)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10
条第1項)､(14)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存
違反(安全規則第10条第1項)､(15)特定運転者に対する特別な指導監督違
反(安全規則第10条第2項)､(16)特定運転者に対する適性診断受診義務違
反(安全規則第10条第2項)､(17)整備管理者の研修受講義務違反(安全規
則第15条)

13 13

タクシー 2019 9 18

有限会社大隅観光タク
シー（法人番号
9340002027627） 代
表者宮脇利廣

鹿児島県志布志市志布
志町安楽41-7

本店営業所
鹿児島県志布志
市志布志町安楽
41-7

輸送施設の使用停止
（20日車）､文書警
告、文書勧告

道路運送法第27条第
3項、道路運送車両
法第48条

令和1年6月25日、監査実施。13件の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条）､
(2)点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条第5項）､(3)乗務等の記録
事項義務違反（運輸規則第25条）､(4)乗務員台帳の記載事項義務違反
（運輸規則第37条第1項）､(5)運転者に対する指導監督違反（運輸規則
第38条第1項）､(6)運転者に対する指導監督の記載事項義務違反（運輸
規則第38条第1項）､(7)特定運転者に対する特別な指導監督違反（運輸
規則第38条第2項）､(8)特定運転者に対する適性診断受診義務違反（運
輸規則第38条第2項）､(9)乗務員服務規律制定義務違反（運輸規則第41
条）､(10)定期点検整備の実施違反（運輸規則第45条、道路運送車両法
第48条）､(11)運行管理規程の制定義務違反（運輸規則第48条の2）､
(12)指導主任者の届出義務違反(運輸規則第68条第1項第3号)､(13)指導
主任者の転任（退任）届出義務違反(運輸規則第68条第1項第4号)

2 2

貸切バス 2019 9 18
株式会社蔵商（法人番
号：1030002023128）
代表者 地蔵豊

埼玉県さいたま市岩槻
区大字新方須賀151-3

本社営業所
埼玉県さいたま
市岩槻区大字高
曽根1136-1

輸送施設の使用停止
（100日車）

道路運送法第9条の2
第1項

平成30年12月10日及び平成30年12月27日他、定期的な監査を実施。4
件の違反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9
条の2第1項)､(2)点呼の記録事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則
(以下｢運輸規則｣)第24条第5項)､(3)運転者に対する指導監督義務違反
(運輸規則第38条第1項)､(4)書類の適切管理義務違反(運輸規則第69条)

10 10

貸切バス 2019 9 18

バルクレンタカーアンド
セールス株式会社（法人
番号：
5020001052736） 代
表者 七宮壮巨

神奈川県川崎市麻生区
王禅寺766

本社営業所
神奈川県川崎市
麻生区王禅寺766

輸送施設の使用停止
（300日車）

道路運送法第20条

平成31年1月22日及び平成31年1月28日、新規許可を受けたことを端緒
に監査を実施。11件の違反が認められた。(1)営業区域外旅客運送(道路
運送法(以下｢運送法｣)第20条)､(2)運行管理補助者の届出義務違反(運送
法第23条第3項)､(3)運送引受書の交付義務違反(旅客自動車運送事業運
輸規則(以下｢運輸規則｣)第7条の2第1項)､(4)乗務時間等告示の遵守違反
(運輸規則第21条第1項)､(5)点呼の実施等義務違反(運輸規則第24条)､
(6)乗務等の記録の記録事項不備(運輸規則第25条第2項)､(7)運行記録計
による記録義務違反(運輸規則第26条第1項)､(8)運行指示書の作成義務
違反(運輸規則第28条の2第1項)､(9)初任運転者に対する特別な指導義務
違反(運輸規則第38条第2項)､(10)初任運転者に対する適性診断受診義務
違反(運輸規則第38条第2項)､(11)定期点検整備等の未実施(運輸規則第
45条)

30 30

貸切バス 2019 9 18

有限会社花まる観光自動
車（法人番号：
1040002101270） 代
表者 肥沼秀夫

千葉県南房総市岩糸
2599-1

本社営業所
千葉県南房総市
岩糸2599-1

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

平成31年4月19日、定期的な監査を実施。1件の違反が認められた。(1)
運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条
第1項)

0 0

貸切バス 2019 9 18
絆観光株式会社（法人番
号7120001213838）代
表者鍜治正博

大阪府大阪市平野区平
野馬場1丁目2番12号

本社営業所
大阪府大阪市平
野区平野馬場1丁
目2番12号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和元年7月29日、新規許可を端緒に監査を実施。1件の違反が認めら
れた。点呼の記録事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第24条
第5項）

0 0

タクシー 2019 9 19

一丸タクシー株式会社法
人番号（１２６０００１
０１８１４７）代表者鳥
越洋美

岡山県井原市岩倉町字
原３５２－１

本社営業所
岡山県井原市岩
倉町字原３５２
－１

輸送施設の使用停止
（７０日車）及び文
書警告

道路運送法第２３条
第３項及び第２７条
第３項

当該事業者より無車検運行を行った旨の自己申告を受けたことを端緒
として、平成３０年１１月２２日及び同年１２月１４日に監査実施。
８件の違反が認められた。（１）運行管理者の届出違反（道路運送法
第２３条第３項）（２）乗務時間等告示の遵守違反（旅客自動車運送
事業運輸規則（以下「運輸規則」）第２１条第１項）（３）健康状態
の把握義務違反（運輸規則第２１条第５項）（４）点呼の記録事項義
務違反（運輸規則第２４条第５項）（５）乗務等の記録保存義務違反
（運輸規則第２５条第３項）（６）乗務員台帳作成義務違反（運輸規
則第３７条第１項）（７）運転者に対する指導監督義務違反（運輸規
則第３８条第１項）（８）無車検運行（道路運送車両法第５８条第１
項）

7 7

貨物 2019 9 20

川﨑コンテナ運輸株式会
社（法人番号
1140001020775）代表
者川﨑至公

兵庫県神戸市東灘区向
洋町東３丁目８番地

本社
兵庫県神戸市東
灘区向洋町東３
丁目８番地

輸送施設の使用停止
（４０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条１項

平成３０年１２月２０日、労働局からの通報を端緒に監査を実施。６
件の違反が認められた。（１）乗務時間等の告示の遵守違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第３条第４項）、（２）健康状態の把握義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第６項）、（３）点
呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条）、
（４）点呼の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
７条第５項）、（５）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第８条）、（６）初任運転者及び高齢運転者に対する
適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第
２項）

4 4



貨物 2019 9 20

ダイワ運輸株式会社（法
人番号
1140001005025）代表
者木村泰文

兵庫県神戸市西区玉津
町水谷４１０

栗東
滋賀県栗東市蜂
屋字柿木立５８
３－１

輸送施設の使用停止
（１００日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条４項

平成３１年１月１７日及び同年１月２３日、関係機関からの情報を端
緒に監査を実施。６件の違反が認められた。（１）乗務時間等の告示
の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第４項）、
（２）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７
条）、（３）点呼の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第７条第５項）、（４）点呼記録の不実記載（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第７条第５項）、（５）乗務等の記録事項義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第８条）、（６）運行記録計によ
る記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条）

10 10

貨物 2019 9 20
有限会社森本砂利（法人
番号7490002009629)代
表者森本智代子

高知県吾川郡いの町波
川１７３３－３

日高営業所
高知県高岡郡日
高村本村１５６
－２

文書警告
貨物自動車運送事業
法第9条第1項、第
17条第1項

令和元年８月２１日、死亡事故を端緒として監査を実施したところ、
２件の違反が確認された。(1)乗務員の休憩又は睡眠のための施設の位
置及び収容能力について認可を受けていなかったこと（貨物自動車運
送事業法施行規則第2条第1項第5号）、(2)運転者の過労防止に関する
措置が不適切であり、連続運転時間の限度を超えて乗務していた者が
あったこと（安全規則第3条第4項）

0 0

貨物 2019 9 20
都運輸株式会社（法人番
号2120001053033）代
表取締役鍋田 佳秀

大阪府大阪市住之江区
泉２丁目１番７７号

小牧
愛知県小牧市新
小木２－１８

輸送施設の停止（６
０日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項、第１
７条第４項

令和元年６月３日、監査方針に基づいて監査実施。６件の違反が認め
られた。（１）乗務時間等の基準遵守違反（貨物自動車運送業輸送安
全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、（２）点呼の実施義務
違反（安全規則第７条第１項及び第２項）、（３）点呼の記録義務違
反（安全規則第７条第５項）、（４）乗務等の記録記載不備（安全規
則第８条）、（５）運転者台帳の作成義務違反（安全規則第９条の５
第１項）、（６）定期点検整備の実施違反（安全規則第１３条第１
号）

6 6

貨物 2019 9 24 佐久間真一

大阪府大阪市東住吉区
照ヶ丘矢田３丁目６－
１０プレアール照ヶ丘
２０５

さくま運送
店

大阪府大阪市東
住吉区照ヶ丘矢
田３丁目６－１
０プレアール
照ヶ丘２０５

輸送施設の使用停止
（５０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条４項

平成３０年１２月１８日及び平成３１年１月７日、関係機関からの情
報を端緒に監査を実施。８件の違反が認められた。（１）事業計画変
更認可違反（営業所の位置）（貨物自動車運送事業法第９条第１
項）、（２）事業計画変更事後届出違反（主たる事務所の位置）（貨
物自動車運送事業法第９条第３項）、（３）乗務時間等の告示の遵守
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第４項）、（４）健康
状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第６
項）、（５）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第７条）、（６）点呼の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第７条第５項）、（７）乗務等の記録義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第８条）、（８）乗務等の記録事項義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第８条）

5 5

貨物 2019 9 24
有限会社Ｓ．Ｔ．Ｒ(法
人番号5290802025839)
代表者鈴木誠治

福岡県田川市伊加利
1805-35

本社営業所
福岡県田川市伊
加利1805-35

輸送施設の使用停止
(10日車)、文書警告

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和1年6月17日、監査実施。5件の違反が認められた。(1)点呼の記録
事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第7
条第5項)、(2)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1
項)、(3)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(4)運転
者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1項)、(5)特
定運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)

1 1

貨物 2019 9 24
有限会社南隅物産（法人
番号9340002027049）
代表者神園茂隆

鹿児島県肝属郡南大隅
町根占辺田762-12

本社営業所
鹿児島県肝属郡
南大隅町根占川
南1183-1

輸送施設の使用停止
(260日車)、文書警告

貨物事業者運送事業
法（以下｢法｣）第8
条第1項､法第17条第
1項､法第17条第3
項､法第17条第4項､
法第25条第2項､法第
60条第1項、道路運
送車両法第48条

令和1年5月23日、監査実施。24件の違反が認められた。(1)～(2)事業
計画(自動車車庫・利用運送行為)に定めるところに従う義務違反(貨物
自動車運送事業法(以下｢法｣)第8条第1項)、(3)乗務時間等の基準の遵守
違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下｢安全規則｣)第3条第4項)、
(4)乗務時間等の基準なお書き違反(安全規則第3条第4項)、(5)疾病、疲
労等のおそれのある乗務(安全規則第3条第6項)、(6)過積載運送(法第17
条第3項)、(7)～（8）点呼の実施義務違反等(安全規則第7条)、(9)点呼
の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(10)点呼の記録事項義務違反
(安全規則第7条第5項)、(11)乗務等の記録義務違反(安全規則第8条)、
(12)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(13)運行記録計によ
る記録義務違反(安全規則第9条)、(14)事故の記録義務違反(安全規則第
9条の2)、(15)運行指示書に係る（作成、指示、携行）義務違反(安全規
則第9条の3第1項)、(16)運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5
第1項)、(17)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1
項)、(18)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(19)運
転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1項)、
(20)定期点検整備の実施違反(安全規則第13条、道路運送車両法第48
条)、(21)整備管理者の研修受講義務違反(安全規則第15条)、(22)運行
管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項)、(23)事業の健全な
発達阻害行為（自家用貨物自動車の利用）(法第25条第2項)、(24)報告
義務違反(法第60条第1項)

26 26
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八幡タクシー株式会社
（法人番号
3290801010728） 代
表者藤村美代子

福岡県北九州市八幡西
区皇后崎町9-4

本社営業所
福岡県北九州市
八幡西区皇后崎
町9-4

輸送施設の使用停止
(84日車)、文書勧告

道路運送法第27条第
3項

平成31年4月17日、監査実施。9件の違反が認められた。(1)苦情処理の
記録の記載事項不備違反（旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規
則｣)第3条第2項）、(2)乗務時間等の基準の遵守違反（運輸規則第21条
第1項）、(3)点呼の実施義務違反（運輸規則第24条）、(4)点呼の記録
事項義務違反（運輸規則第24条第5項）、(5)乗務等の記録事項義務違
反（運輸規則第25条）、(6)乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則
第37条第1項）、(7)運転者に対する指導監督違反（運輸規則第38条第1
項）､(8)指導主任者の届出義務違反（運輸規則第68条第1項第3号）､(9)
指導主任者の転任（退任）届出義務違反(運輸規則第68条第1項第4号)

15 9

貸切バス 2019 9 24
株式会社WAVE（法人番
号2120001210823)代表
者堀江拓

大阪府大阪市西区阿波
座1丁目15番16－701号

本社営業所
大阪府大阪市西
区阿波座1丁目15
番16－701号

文書警告（処分日車
数20日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
（6）による）

道路運送法第15条第
1項

令和元年8月1日、新規許可を端緒に監査を実施。6件の違反が認められ
た。（1）事業計画の変更認可違反（道路運送法第15条第1項）、（2）
運送引受書の記載事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則(以下、
「運輸規則」)第7条の2第1項）、（3）点呼の記録事項義務違反（運輸
規則第24条第5項）、（4）乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第25
条第1項、第2項、第4項）、（5）運行指示書の記載事項義務違反（運
輸規則第28条の2第1項）、（6）乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸
規則第37条第1項）

2 2
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株式会社テルサウェイズ
（法人番号５２３０００
１００４９６３） 代表
者今村巧

富山県富山市中大久保
字寺坂割３４９

岩瀬営業所
富山県富山市上
野新町１３

輸送施設の使用停止
（７０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年１０月５日、監査実施。２件の違反が認められた。（１）
点呼の記録違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第７条第５項）（２）運行管理者に対する指導及び監督違反
（指導監督不適切）（安全規則第２２条）

7 7

貨物 2019 9 25 河野忠裕
山梨県笛吹市一宮町塩
田７３８－１

河野運送本
店

山梨県笛吹市一
宮町塩田７３８
－１

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成31年3月1日及び同年3
月4日、監査を実施。3件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の
遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）運転
者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1
項）、（3）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）

2 2



貨物 2019 9 25
有限会社時田産業（法人
番号8030002057078）
代表者時田亮

埼玉県北足立郡伊奈町
大字小室５６２２－４

本社
埼玉県北足立郡
伊奈町大字小室
５６２２－４

輸送施設の使用停止
（100日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成31年2月21日、監査を
実施。12件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）疾病のおそれのあ
る乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（3）点呼の
実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（4）乗
務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1
項）、（5）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第1項）、（6）高齢運転者に対する指導監督違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（7）初任・高齢運転
者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第10条第2項）、（8）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第23条第1項）、（9）事業計画の変更認可違反
（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、（10）事業計画事前届出違反
（貨物自動車運送事業法第9条第3項）、（11）事業計画事後届出違反
（貨物自動車運送事業法第9条第3項）、（12）報告義務違反（貨物自
動車運送事業報告規則第2条）

10 10

貨物 2019 9 25

株式会社アルファサービ
ス（法人番号
7040001072004）代表
者針ヶ谷誠一

千葉県野田市尾崎１２
０３－１

本社
千葉県野田市尾
崎１２０３－１

輸送施設の使用停止
（170日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

労働局からの通報を端緒として平成31年3月1日、監査を実施。13件の
違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）疾病のおそれのある乗務（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（3）点呼の実施義務違反
等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（4）乗務等の記録事
項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（5）運
行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9
条）、（6）運行指示書による作成義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第9条の3）、（7）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（8）初任運転者に対する指導
監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（9）初
任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第2項）、（10）自動車ＮＯｘ・ＰＭ法不適合車両使用の
もの（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条、道路運送車両法第41
条）、（11）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第
1項）、（12）事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3
項）、（13）事業の健全な発達を阻害する競争のうち社会保険等に未
加入のもの（貨物自動車運送事業法第25条第2項）

17 17
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有限会社さかもと企画
サービス（法人番号
6040002094519）代表
者坂本孝二

千葉県流山市大字平方
１８２－１

袖ケ浦
千葉県袖ケ浦市
奈良輪２５５４
－１９

輸送施設の使用停止
（190日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第13条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成31年2月8日及び同年2
月27日、監査を実施。15件の違反が認められた。（1）疾病のおそれの
ある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（2）点呼
の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（3）
乗務等の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1
項）、（4）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第8条第1項）、（5）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第9条）、（6）運転者に対する指導監督違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（7）高齢運転者
に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項）、（8）高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第10条第2項）、（9）定期点検整備の実施違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条）、（10）整備管理者の研
修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第15条）、（11）
運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
23条第1項）、（12）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法
第9条第1項）、（13）運送約款の無掲示（貨物自動車運送事業法第11
条）、（14）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）、
（15）運賃及び料金の未届出（貨物自動車運送事業報告規則第2条）

19 19
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神戸冷凍運輸株式会社
（法人番号
5140001032437）代表
者糸井宗隆

兵庫県神戸市東灘区魚
崎南町５丁目６－１２
－３０６

本社

兵庫県神戸市東
灘区魚崎南町５
丁目６－１２－
３０６

輸送施設の使用停止
（３０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条４項

平成３１年１月１１日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実
施。８件の違反が認められた。（１）健康状態の把握義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第３条第６項）、（２）点呼の実施義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条）、（３）運転者台帳
の記載事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条の５第
１項）、（４）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第１０条第１項）、（５）運転者に対する指導監督の記録
事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第１項）、
（６）初任運転者及び高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第２項）、（７）運行管理者
の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第２３条第１
項）、（８）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第６０条第１項）

3 3

貨物 2019 9 25
有限会社阪神物流（法人
番号9120102011767）
代表者久保高史

大阪府大阪市港区海岸
通４丁目５番５号

本社
大阪府大阪市港
区海岸通４丁目
５番５号

輸送施設の使用停止
（４０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条４項

平成３１年１月１５日及び同年２月２５日、公安委員会からの通報を
端緒に監査を実施。６件の違反が認められた。（１）健康状態の把握
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第６項）、（２）
点呼の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第
５項）、（３）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第８条）、（４）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第１０条第１項）、（５）初任運転者に対する
適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第
２項）、（６）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第２３条第１項）

4 4
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名古屋運輸株式会社（法
人番号
5180001007047）代表
取締役広角修一

愛知県名古屋市港区砂
美町１５１

本社
愛知県名古屋市
港区砂美町１５
１

輸送施設の停止（４
０日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項、第１
７条第４項

令和元年５月２８日、監査方針に基づいて監査実施。７件の違反が認
められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、（２）健康状態
の把握義務違反（安全規則第３条第６項）、（３）点呼の実施義務違
反（安全規則第７条第１項及び第２項）、（４）点呼の記録記載不備
（安全規則第７条第５項）、（５）特定の運転者に対する指導監督違
反（安全規則第１０条第２項）、（６）特定の運転者に対する適性診
断受診義務違反（安全規則第１０条第２項）、（７）定期点検整備の
実施違反（安全規則第１３条第１号）

4 4
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有限会社千代田観光（法
人番号
1040002090638） 代
表者 片岡 淳

千葉県柏市十余二３１
３－４００

本社営業所
千葉県柏市十余
二３１３－４０
０

輸送施設の使用停止
（230日車）

道路運送法第27条第
3項、道路運送車両
法第48条

平成31年2月26日、法令違反の疑いがあることを端緒として監査を実
施。6件の違反が認められた。(1)健康状態の把握義務違反(旅客自動車
運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第21条第5項)､(2)運転者に対する指
導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(3)高齢運転者に対する告示で
定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､(4)高齢運転者に対
する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)､(5)定期点検整備の
未実施(道路運送車両法第48条)､(6)運行管理者の講習受講義務違反(運
輸規則第48条の4第1項)

23 23
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ケーエフ株式会社(法人
番号8180001125242)代
表者紀逍洵

大阪府泉佐野市湊町4丁
目5-34

本社
大阪府泉佐野市
湊4丁目5-34

輸送施設の使用停止
（60日車）

タクシー業務適正化
特別措置法第3条

平成31年3月26日、新規許可を端緒に監査を実施。3件の違反が認めら
れた。(1)点呼の記録事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以
下、「運輸規則」)第24条第5項)、(2)乗務等の記録事項義務違反(運輸
規則第25条第3項、第4項)、(3)無登録運転者の乗務(タクシー業務適正
化特別措置法第3条)

6 6

貸切バス 2019 9 25

泉観光バス株式会社（法
人番号：
5110001011567） 代
表者 関塚政行

新潟県五泉市赤海873-1 東京営業所
東京都江東区新
木場3-9-6

文書警告（処分日車
数40日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
（6）による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第24条第5
項

令和元年5月20日及び令和元年5月29日、定期的な監査を実施。1件の違
反が認められた。(1)点呼の記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則
第24条第5項)

4 4

貸切バス 2019 9 25

株式会社スマイルコーポ
レーション（法人番号：
3030001067289） 代
表者 馬場由美子

埼玉県越谷市レイクタ
ウン1-18-19

東京営業所
東京都足立区六
木1-10-2

文書警告（処分日車
数40日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
（6）による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第21条の2

平成31年2月6日及び平成31年2月14日、区域拡大を行ったことを端緒
に監査を実施。5件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反
(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第21条第1項)､(2)運行
に関する状況把握体制の整備違反(運輸規則第21条の2)､(3)乗務等の記
録の記載事項不備(運輸規則第25条)､(4)運行指示書の記載事項不備(運
輸規則第28条の2第1項)､(5)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則
第38条第1項)

9 4

貸切バス 2019 9 25

有限会社フォレスト（法
人番号：
8012702013444） 代
表者 林八重

東京都西東京市北原町
1-9-4

本社営業所

東京都西東京市
北原町1-20-3
フォーレスト1階
B号

文書警告（処分日車
数２0日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
（6）による）

道路運送法第23条第
1項

令和元年5月16日、定期的な監査を実施。6件の違反が認められた。(1)
運行管理者の選任義務違反(道路運送法(以下｢運送法｣)第23条第1項)､
(2)運行管理者の解任届出違反(運送法第23条第3項)､(3)疾病のおそれの
ある乗務(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第21条第5項)､
(4)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(5)整備管
理者変更の未届出(道路運送車両法第52条)､(6)報告義務違反(運送法第
94条第1項)

2 2

貸切バス 2019 9 25

神田交通株式会社（法人
番号：
3021001036334） 代
表者 井上蔚美

神奈川県平塚市東豊田
531-37

本社営業所
神奈川県平塚市
東豊田531-37

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和元年8月1日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。1件
の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車
運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

貸切バス 2019 9 25
株式会社FLY観光（法人
番号1290001080978）
代表者韓佳桐

福岡県福岡市東区蒲田
4-5-53

本社営業所
福岡県福岡市東
区蒲田4-5-53

文書警告（処分日車
数40日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
（6）による）

道路運送法（以下｢
法｣）第27条第3項、
法第95条

令和1年8月29日、監査実施。8件の違反が認められた。(1)乗務員台帳
の記載事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)
第37条第1項）､(2)運送引受書の記載事項不備違反（運輸規則第7条の2
第1項）､(3)点呼の記録又は点呼の記録保存違反（運輸規則第24条第5
項）､(4)点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条第5項）､(5)運行指
示書の記載事項義務違反（運輸規則第28条の2第1項）､(6)自動車に関
する表示義務違反（道路運送法第95条）､(7)事業用自動車内の運転者
氏名等掲示義務違反（運輸規則第42条第1項）､(8)乗務等の記録事項義
務違反（運輸規則第25条）

4 4

貨物 2019 9 26

トランスポート宮城株式
会社（法人番号８３７０
３０１０００９３５）
代表者兵頭虎徹

宮城県石巻市流留字三
番囲５０番地

本社営業所
宮城県石巻市流
留字三番囲５０
番地

輸送施設の使用停止
（２５日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項、法第
１７条第４項

平成３１年２月７日及び２０日、死亡事故を引き起こしたこと及び監
査方針を端緒として監査を実施した結果、5件の違反が認められた。
（１）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則（以下「安全規則」）第３条第４項）、（２）点呼の実施義務違反
（安全規則第７条第２項、第３項）、（３）点呼の記録義務違反（安
全規則第７条第５項）、（４）運転者に対する指導監督義務違反（安
全規則第１０条第１項）、（５）定期点検整備の実施違反（安全規則
第１３条及び道路運送車両法第４８条）

3 3

貨物 2019 9 26

INOUE TRANSPORT株
式会社（法人番号
1120001174128）代表
者井上晴雄

大阪府寝屋川市葛原新
町５番５４号

本社
大阪府寝屋川市
葛原新町５番５
４号

輸送施設の使用停止
（３０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条１項

平成３１年１月３０日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。
４件の違反が認められた。（１）事業計画変更認可違反（自動車車庫
の位置）（貨物自動車運送事業法第９条第１項）、（２）乗務時間等
の告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第４
項）、（３）点呼の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第７条第５項）、（４）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第８条）

3 3

貨物 2019 9 26

有限会社グレイスキャ
リー（法人番号
4140002054126）代表
者今井亜矢

兵庫県姫路市夢前町古
知之庄字滑原１０６７
－７

本社

兵庫県姫路市夢
前町古知之庄字
滑原１０６７－
７

輸送施設の使用停止
（７０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条１項

平成３０年１０月２６日及び平成３１年３月７日、死亡事故を引き起
こしたことを端緒に監査を実施。４件の違反が認められた。（１）事
業計画変更認可違反（自動車車庫の位置）（貨物自動車運送事業法第
９条第１項）、（２）乗務時間等の告示の遵守違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第３条第４項）、（３）点呼の実施義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第７条）、（４）乗務等の記録事項義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第８条）

7 7

タクシー 2019 9 26

あずまタクシー株式会社
（法人番号
3360001013508）代表
取締役：松原 栄松

沖縄県石垣市字真栄里
557番地の1

本社営業所
沖縄県石垣市字
真栄里557番地の
1

文書警告
道路運送法第27条第
３項

平成31年５月３０日（木）、長期間、監査を実施してないことを端緒
に監査を実施。３件の違反が認められた。（１）乗務等の記録義務違
反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則）」第25条第３
項、第４項）、（２）運転者に対する特別な指導義務違反（運輸規則
第３８条の２項）、（３）運転者に対する適性診断受診義務違反（運
輸規則第３８条の２項）

0 0

タクシー 2019 9 26 宮平正信 沖縄県名護市 沖縄県名護市
輸送施設の停止（20
日車）、文書警告

特定地域及び準特定
地域における一般乗
用旅客自動車運送事
業の適性化及び活性
化に関する法律第16
条の4第1項

平成30年12月26日、法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として監査
を実施。2件の違反が認められた。(1)点呼の記録義務違反（旅客自動車
運送事業運輸規則第24条第5項）、(2)不当運賃収受違反（特定地域及
び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適性化及び活性
化に関する法律第16条の4第1項）

2 2

乗合バス 2019 9 26

道南バス株式会社（法人
番号１４３０００１０５
６８８０） 代表者矢野
輝佳

北海道室蘭市東町３丁
目２５番地３号

札幌営業所
北海道札幌市白
石区本通２０丁
目北２番３号

文書警告
道路運送法第２３条
第３項 他３件

令和元年８月８日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を端
緒として監査を実施。４件の違反が認められた。（１）運行管理者の
選任解任届出義務違反（道路運送法第２３条第３項）、（２）乗務員
台帳の記載事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸
規則」）第３７条第１項）、（３）運転者に対する指導監督義務違反
（運輸規則第３８条第１項）、（４）運転者に対する指導監督の記録
義務違反（運輸規則第３８条第１項）

6 0

乗合バス 2019 9 26

帝産湖南交通株式会社
(法人番号
9160001012986)代表者
大西真澄

滋賀県草津市山寺町188
番地

田上
滋賀県大津市上
田上中野町字前
田294番地

輸送施設の使用停止
（30日車）

道路運送法第13条
令和元年8月22日、事業者の報告に基づき調査を実施。1件の違反が認
められた。運送引受義務違反(道路運送法第13条)

5 3

貸切バス 2019 9 26

みやまきりしま観光有限
会社（法人番号
3340002013574） 代
表者濱田豊

鹿児島県霧島市霧島田
口2188-27

本社営業所
鹿児島県霧島市
霧島田口2188-27

文書警告（処分日車
数30日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
（6）による）

道路運送法（以下｢
法｣）第27条第3項、
法第94条第1項

令和1年8月27日、監査実施。8件の違反が認められた。(1)運行管理規
程の制定義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第
48条の2）､(2)乗務時間等の基準の遵守違反（運輸規則第21条第1項）､
(3)疾病、疲労等のおそれのある乗務（運輸規則第21条第5項）､(4)乗務
員台帳の作成義務違反（運輸規則第37条第1項）､(5)乗務員台帳の記載
事項義務違反（運輸規則第37条第1項）､(6)運転者に対する指導監督違
反（運輸規則第38条第1項）､(7)運転者に対する指導監督の記録又は指
導監督の記録保存違反（運輸規則第38条第1項）､(8)報告義務違反（道
路運送法第94条第1項）

3 3



貨物 2019 9 27

有限会社HOPE LINE
（法人番号
5140002024747）代表
者前田泰介

兵庫県神戸市北区山田
町東下２７番地

神戸

兵庫県神戸市兵
庫区浜山通１丁
目１ー１２御崎
北ビル８０１

輸送施設の使用停止
（６０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条４項

平成２９年１２月１４日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実
施。９件の違反が認められた。（１）事業計画変更認可違反（自動車
車庫の位置）（貨物自動車運送事業法第９条第１項）、（２）事業計
画変更認可違反（休憩・睡眠施設の位置）（貨物自動車運送事業法第
９条第１項）、（３）事業計画変更事前届出違反（各営業所に配置す
る事業用自動車の種別ごとの数違反）（貨物自動車運送事業法第９条
第３項）、（４）事業計画変更事後届出違反（営業所の位置）（貨物
自動車運送事業法第９条第３項）、（５）乗務等の記録事項義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第８条）、（６）運行記録計によ
る記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条）、（７）
運転者台帳の記載事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
９条の５第１項）、（８）運行管理者の選任（解任）未届出違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第１９条）、（９）社会保険等加入義
務違反（貨物事業者運送事業法第２５条第２項）

6 6

貨物 2019 9 27

株式会社伸栄運輸法人番
号（５２４０００１０３
９３０７）代表者生田俊
伸

広島県尾道市高須町１
３３３－６

本社営業所
広島県尾道市高
須町字西新涯５
６６４－１

輸送施設の使用停止
（２０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法第１１条、第１７
条第１項及び第４項

情報提供を端緒として、平成３１年２月１５日、同年３月１日及び同
年３月８日に監査実施、９件の違反が認められた。（１）運送約款等
の掲示違反（貨物自動車運送事業法施行規則第１３条第１項第２号）
（２）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
（以下「安全規則」）第３条第４項）（３）健康状態の把握義務違反
（安全規則第３条第６項）（４）点呼実施義務違反（安全規則第７条
第１項及び第２項）（５）点呼記録事項義務違反（安全規則第７条第
５項）（６）乗務等の記録事項違反（安全規則第８条第１項）（７）
運行記録計による記録義務違反（安全規則第９条）（８）運転者台帳
作成義務違反（安全規則第９条の５第１項）（９）運転者台帳記載事
項違反（安全規則第９条の５第1項）

2 2

貨物 2019 9 27
有限会社松宝運輸（法人
番号5180002035773）
代表者安藤松三

愛知県名古屋市緑区大
高町字小坂２７番地

本社
愛知県名古屋市
緑区大高町字小
坂２７番地

文書警告
貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

令和元年８月２７日、監査方針に基づいて監査実施。１件の違反が認
められた。（１）特定の運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第１０条第２項）

0 0

タクシー 2019 9 27

有限会社ひろせ川交通
（法人番号４３７０００
２０１７４６４） 代表
者川内由信

宮城県仙台市太白区茂
庭字熊野１番地の２

本社営業所
宮城県仙台市太
白区茂庭字熊野
１番地の２

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

令和元年９月２７日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実施
した結果、1件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督義
務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１項）

0 0

タクシー 2019 9 27
淀川交通株式会社(法人
番号6120001118352)代
表者古知愛一郎

大阪府大阪市淀川区田
川北三丁目9番8号

本社
大阪府大阪市淀
川区田川北3丁目
9番8号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数（最
高速度違反）が、過去1年以内に3件に達した。運転者に対する指導監
督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

タクシー 2019 9 27
幸福交通株式会社(法人
番号2120001055161)代
表者古知愛一郎

大阪府大阪市淀川区新
高1丁目11番2号

本社
大阪府大阪市淀
川区新高1丁目11
番2号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数（最
高速度違反）が、過去1年以内に3件に達した。運転者に対する指導監
督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

貨物 2019 9 30

佐藤運送有限会社（法人
番号９４６０００２００
４５６４） 代表者大丸
主税

北海道厚岸郡厚岸町宮
園２丁目３０７番地

本社営業所
北海道厚岸郡厚
岸町宮園２丁目
３０８番地

輸送施設の使用停止
（２０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法施行規則第２条第
１項第４号 他４件

令和元年６月１８日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を
端緒として監査を実施。５件の違反が認められた。（１）事業計画変
更認可義務違反［自動車車庫の位置及び収容能力］（貨物自動車運送
事業法施行規則第２条第１項第４号）、（２）事故の記録事項義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第９条の
２）、（３）運転者台帳の記載事項義務違反（安全規則第９条の５第
１項）、（４）自動車検査証の備付け義務違反（安全規則第１３条本
文関係、第１号）、（５）運行管理者の講習受講義務違反（安全規則
第２３条第１項）

2 2

貨物 2019 9 30

セイコウロジックス株式
会社（法人番号４４３０
００１０３６７９７）
代表者野瀬修

北海道札幌市北区拓北
２条３丁目２番１４号

本社営業所
北海道札幌市北
区拓北２条３丁
目２番１４号

輸送施設の使用停止
（３０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第３条
第４項 他２件

令和元年６月２７日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を
端緒として監査を実施。３件の違反が認められた。（１）乗務時間等
の基準の遵守義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安
全規則」）第３条第４項）、（２）点呼の実施義務違反（安全規則第
７条第１項、第２項、第３項）、（３）点呼の記録事項義務違反（安
全規則第７条第５項）

3 3

貨物 2019 9 30
有限会社田邊運送（法人
番号5160002001109）
代表者木村光伸

滋賀県大津市瀬田大江
町１３－１６

本社
滋賀県大津市瀬
田大江町１３－
１６

輸送施設の使用停止
（１３０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条４項

平成３０年９月１３日、同年１０月３日及び平成３１年２月７日、法
令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。１３件の違反が認めら
れた。（１）事業計画変更認可違反（自動車車庫の位置）（貨物自動
車運送事業法第９条第１項）、（２）事業計画変更認可違反（休憩・
睡眠施設の位置）（貨物自動車運送事業法第９条第１項）、（３）事
業計画変更事後届出違反（主たる事務所の位置）（貨物自動車運送事
業法第９条第３項）、（４）事業計画変更事後届出違反（営業所の位
置）（貨物自動車運送事業法第９条第３項）、（５）乗務時間等の告
示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第４項）、
（６）健康状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
３条第６項）、（７）自動車車庫の確保違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第６条）、（８）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第７条）、（９）点呼の記録義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第７条第５項）、（１０）乗務等の記録事項義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第８条）、（１１）運行記録
計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条）、
（１２）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第１０条第１項）、（１３）運行管理者の講習受講義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第２３条第１項）

14 13

貨物 2019 9 30
山口運送有限会社（法人
番号7290002047665）
代表者山口剣志

福岡県八女市黒木町大
字北木屋3320

黒木営業所
福岡県八女市黒
木町大字桑原字
林の内636-3

輸送施設の使用停止
(60日車)、文書警告

貨物事業者運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項､法第17条第
4項

令和1年7月16日、監査実施。6件の違反が認められた｡(1)乗務時間等の
基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下｢安全規則｣)第3
条第4項)､(2)疾病、疲労等のおそれのある乗務(安全規則第3条第6項)､
(3)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)､(4)点呼の記録事項義務
違反(安全規則第7条第5項)､(5)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8
条)､(6)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)

6 6

貨物 2019 9 30
東海乳業株式会社（法人
番号8200001003593 ）
代表取締役今井智

岐阜県岐阜市山吹町６
丁目４９－２

本社
岐阜県岐阜市山
吹町６丁目４９
－２

輸送施設の停止（１
０日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第４項

令和元年５月１０日、関係機関からの情報を端緒として監査実施。６
件の違反が認められた。（１）健康状態の把握義務違反（貨物自動車
運送業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第６項）、（２）点
呼の実施義務違反（安全規則第７条第１項及び第２項）、（３）点呼
の実施不適切（安全規則第７条第１項及び第２項）、（４）点呼の記
録記載不備（安全規則第７条第５項）、（５）乗務等の記録記載不備
（安全規則第８条）、（６）運転者台帳の作成義務違反（安全規則第
９条の５第１項）

1 1

タクシー 2019 9 30 立石武好 大阪府大阪市城東区
大阪府大阪市城
東区

輸送施設の使用停止
（48日車）

道路運送法第13条
令和元年7月17日、近畿運輸局において苦情を端緒に調査を実施。1件
の違反が認められた。運送引受義務違反（道路運送法第13条）

5 5

タクシー 2019 9 30

タカラ自動車株式会社
(法人番号
3122001024582)代表者
岩﨑謙一

大阪府東大阪市荒本西3
丁目5番3号

本社
大阪府東大阪市
荒本西3丁目5番3
号

輸送施設の使用停止
（10日車）

道路運送法第27条第
3項

令和元年6月17日、事故を引き起こしたことを端緒に監査を実施。3件
の違反が認められた。(1)点呼の記録事項義務違反(旅客自動車運送事業
運輸規則(以下、「運輸規則」)第24条第5項)、(2)運転者に対する指導
監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(3)運行管理者の講習(一般講習)
受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項)

2 1



タクシー 2019 9 30

有限会社キングタクシー
（法人番号
1330002014121） 代
表者山口一洋

熊本県熊本市中央区本
荘4-1-5

本社営業所
熊本県熊本市中
央区本荘4-1-12

輸送施設の使用停止
(120日車)、文書警告

道路運送法（以下
「法」）第16条第1
項、第25条、第27
条第3項、道路運送
車両法第52条

平成31年4月24日、監査実施。16件の違反が認められた。(1)事業計画
(自動車車庫)に定める業務の確保違反（道路運送法（以下「法」）第16
条第1項）、(2)運転者の制限違反(法第25条)、(3)苦情処理の記録の記
載事項不備違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）
第3条第2項）、(4)乗務時間等の基準の遵守違反（運輸規則第21条第1
項）、(5)点呼の実施義務違反（運輸規則第21条）、(6)点呼の記載事項
義務違反（運輸規則第24条第5項）、(7)乗務等の記録事項義務違反
（運輸規則第25条第3項）、(8)事故の記録事項不備違反(運輸規則第26
条の2）、(9)乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条第1
項）、(10)運転者に対する指導監督違反（運輸規則第38条第1項）、
(11)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反（運輸
規則第38条第1項）、(12)運転者に対する指導監督の記載事項義務違反
（運輸規則第38条第1項）、(13)特定運転者に対する特別な指導監督違
反（運輸規則第38条第2項）、(14)特定運転者に対する適性診断受診義
務違反（運輸規則第38条第2項）、(15)地理・応接の指導監督の記録、
保存義務違反（運輸規則第40条第3項）、(16)整備管理者の選任（変
更）未届出違反（運輸規則第45条、道路運送車両法第52条）

12 12

タクシー 2019 9 30
介護タクシー優株式会社
（法人番号）代表取締役
大村孝

静岡県富士市高島町４
９番地

本社
静岡県富士市高
島町４９番地

輸送施設の使用停止
（９０日車）及び文
書警告

道路運送法第２７条
３項

令和元年５月２９日、監査方針に基づいて監査実施。１０件の違反が
認められた。（１）点呼の実施不適切（旅客自動車運送事業運輸規則
（以下「運輸規則」）第２４条第１項及び第２項）、（２）点呼の記
録義務違反（運輸規則第２４条第５項）、（３）特定の運転者に対す
る指導監督違反（運輸規則第３８条第２項）、（４）定期点検整備の
実施違反（運輸規則第４５条）、（５）健康状態の把握義務違反（運
輸規則第２１条第５項）、（６）乗務員台帳の記載不備（運輸規則第
３７条第１項）、（７）運転者に対する指導監督違反（運輸規則第３
８条第１項）、（８）運転者に対する指導監督の記録違反（運輸規則
第３８条第１項）、（９）特定の運転者に対する適性診断受診義務違
反（運輸規則第３８条第２項）、（１０）車両表示義務違反（運輸規
則第４２条１項）

9 9

乗合バス 2019 9 30

道南バス株式会社（法人
番号１４３０００１０５
６８８０） 代表者矢野
輝佳

北海道室蘭市東町３丁
目２５番地３号

苫小牧錦西
営業所

北海道苫小牧市
字錦岡５７３番
地１９６

輸送施設の使用停止
（２０日車）及び文
書警告

旅客自動車運送事業
運輸規則第６９条
他８件

令和元年７月１８日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を
端緒として監査を実施。９件の違反が認められた。（１）疾病、疲労
等のおそれのある乗務（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規
則」）第２１条第５項）、（２）点呼の記録義務違反（運輸規則第２
４条第５項）、（３）点呼の記録事項義務違反（運輸規則第２４条第
５項）、（４）事故の記録義務違反（運輸規則第２６条第の２）、
（５）乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第３７条第１項）、
（６）運転者に対する指導監督義務違反（運輸規則第３８条第１
項）、（７）運転者に対する指導監督記録義務違反（運輸規則第３８
条第１項）、（８）書類の適切管理義務違反（運輸規則第６９条）、
（９）届出義務違反（道路運送法施行規則第６６条第１項第６号）

8 2

乗合バス 2019 9 30

道南バス株式会社（法人
番号１４３０００１０５
６８８０） 代表者矢野
輝佳

北海道室蘭市東町３丁
目２５番地３号

静内営業所

北海道日高郡新
ひだか町静内緑
町７丁目６番３
７号

文書警告

旅客自動車運送事業
運輸規則第２５条第
１項、第４項 他３
件

令和元年８月５日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を端
緒として監査を実施。４件の違反が認められた。（１）乗務等の記録
事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第
２５条第１項、第４項）、（２）乗務員台帳の作成義務違反（運輸規
則第３７条第１項）、（３）運転者に対する指導監督違反（運輸規則
第３８条第１項）、（４）運転者に対する特別な指導義務違反（運輸
規則第３８条第２項）

8 0

乗合バス 2019 9 30

道南バス株式会社（法人
番号１４３０００１０５
６８８０） 代表者矢野
輝佳

北海道室蘭市東町３丁
目２５番地３号

平取営業所
北海道沙流郡平
取町字荷菜１５
番地１２

文書警告
道路運送法第２３条
第３項 他１件

令和元年８月６日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を端
緒として監査を実施。２件の違反が認められた。（１）運行管理者の
選任解任届出義務違反（道路運送法第２３条第３項）、（２）運転者
に対する指導監督義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第
１項）

8 0

乗合バス 2019 9 30

道南バス株式会社（法人
番号１４３０００１０５
６８８０） 代表者矢野
輝佳

北海道室蘭市東町３丁
目２５番地３号

伊達営業所
北海道伊達市舟
岡町１８９番地
１号

輸送施設の使用停止
（２０日車）及び文
書警告

道路運送法第１５条
第１項 他２件

令和元年８月７日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を端
緒として監査を実施。３件の違反が認められた。（１）事業計画の変
更認可義務違反（道路運送法第１５条第１項）、（２）乗務員台帳の
記載事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規
則」）第３７条第１項）、（３）運転者に対する指導監督の記録事項
義務違反（運輸規則第３８条第１項）

10 2

乗合バス 2019 9 30

道南バス株式会社（法人
番号１４３０００１０５
６８８０） 代表者矢野
輝佳

北海道室蘭市東町３丁
目２５番地３号

洞爺湖温泉
営業所

北海道虻田郡洞
爺湖町字洞爺湖
温泉１３２番１

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第２４条第
５項 他２件

令和元年９月１２日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を
端緒として監査を実施。３件の違反が認められた。（１）点呼の記録
事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第
２４条第５項）、（２）乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第２５
条第１項、第４項）、（３）乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規
則第３７条第１項）

10 0

乗合バス 2019 9 30
高槻市(法人番号
4000020272078)代表者
西岡博史

大阪府高槻市桃園町2番
地1号

芝生
大阪府高槻市芝
生町4丁目3番地1
号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和元年7月16日、法令違反の疑いを端緒に監査を実施。3件の違反が
認められた。（1）点呼の記録事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸
規則（以下、「運輸規則」）第24条第5項）、（2）乗務等の記録事項
義務違反（運輸規則第25条第1項）、（3）運転者に対する指導監督義
務違反（運輸規則第38条第1項）

0 0

乗合バス 2019 9 30
阪急バス株式会社(法人
番号6120901019848)代
表者井波洋

大阪府池田市井口堂1丁
目9番21号

吹田
大阪府吹田市穂
波町12番地33号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和元年7月26日、法令違反の疑いを端緒に監査を実施。1件の違反が
認められた。運転者に対する指導監督義務違反（運輸規則第38条第1
項）

0 0

貸切バス 2019 9 30

睡蓮観光株式会社（法人
番号６４３０００１０６
７３３７） 代表者寺岡
浩二

北海道札幌市北区新川
西４条３丁目２－５

北営業所
北海道札幌市北
区新川西４条３
丁目２－５

輸送施設の使用停止
（１５０日車）及び
文書警告

旅客自動車運送事業
運輸規則第２６条第
１項 他７件

平成３１年３月１４日及び平成３１年３月２０日、その他事故、法令
違反、事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。８件の違反が認
められた。（１）運送引受書の記載事項義務違反（旅客自動車運送事
業運輸規則（以下「運輸規則」）第７条の２第１項）、（２）疾病、
疲労等のおそれのある乗務（運輸規則第２１条第５項）、（３）運行
記録計による記録義務違反（運輸規則第２６条第１項）、（４）乗務
員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第３７条第１項）、（５）特定
運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第３８条第２項）、
（６）整備不良車両運行（運輸規則第４５条）、（７）輸送の安全に
かかわる公表情報の報告義務違反（運輸規則第４７条の７第１項）、
（８）報告義務違反（道路運送法第９４条第１項）

35 15



貸切バス 2019 9 30

株式会社エムワイ観光
（法人番号９４５０００
１００７０８１） 代表
者寺田政行

北海道旭川市永山北２
条９丁目１３番地１２

北広島営業
所

北海道北広島市
南の里５３７番
地２

一般貸切旅客自動車
運送事業の事業停止
（３日間）、輸送施
設の使用停止（120日
車）及び文書警告

旅客自動車運送事業
運輸規則第３８条第
１項 他９件

平成３０年１２月５日及び平成３１年１月２３日、その他事故、法令
違反、事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。１０件の違反が
認められた。（１）運送引受書の記載事項義務違反（旅客自動車運送
事業運輸規則（以下「運輸規則」）第７条の２第１項）、（２）点呼
の実施義務違反（運輸規則第２４条第１項、第２項）、（３）点呼の
記録事項義務違反（運輸規則第２４条第５項）、（４）乗務等の記録
事項義務違反（運輸規則第２５条第１項、第２項、第４項）、（５）
運行指示書の記載事項義務違反（運輸規則第２８条の２第１項）、
（６）乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第３７条第１項）、
（７）運転者に対する指導監督の記録義務違反（運輸規則第３８条第
１項）、（８）定期点検整備の実施義務違反（運輸規則第４５条第１
号）、（９）点検整備記録簿の記載不適切（運輸規則第４５条第２
号）、（１０）運行管理補助者の選任解任届出義務違反（運輸規則第
６８条）

22 12

貨物 2019 10 1
SS物流株式会社（法人
番号9070001029321）
代表者蓑輪充信

群馬県みどり市笠懸町
鹿４８５－６

太田
群馬県太田市大
原町２５６５－
２

事業停止（7日間）、
輸送施設の使用停止
（107日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第13条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、平成30年9月27日及び同
年11月9日、監査を実施。15件の違反が認められた。（1）乗務時間等
告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）、（2）乗務時間等告示なお書きの遵守違反（安全
規則第3条第4項）、（3）疾病のおそれのある乗務（安全規則第3条第6
項）、（4）点呼の実施義務違反等（安全規則第7条）、（5）乗務等の
記録事項義務違反（安全規則第8条第1項）、（6）運行指示書による作
成義務違反（安全規則第9条の3）、（7）運転者に対する指導監督違反
（安全規則第10条第1項）、（8）初任運転者に対する指導監督違反
（安全規則第10条第2項）、（9）初任運転者に対する適性診断受診義
務違反（安全規則第10条第2項）、（10）定期点検整備の実施違反（安
全規則第13条）、（11）整備管理者の研修受講義務違反（安全規則第
15条）、（12）運行管理者の講習受講義務違反（安全規則第23条第1
項）、（13）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法（以下
「法」）第9条第1項）、（14）事業の健全な発達を阻害する競争のう
ち社会保険等に未加入のもの（法第25条第2項）、（15）報告義務違反
（貨物自動車運送事業報告規則第2条）

42 42

貨物 2019 10 1
池田運送有限会社（法人
番号2050002010890）
代表者池田勝美

茨城県土浦市大字田村
町７９８－１

本社
茨城県土浦市大
字田村町７９８
－１

輸送施設の使用停止
（210日車）、輸送の
安全確保命令

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第5項

死亡事故を引き起こしたことを端緒として平成31年3月1日、監査を実
施。10件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、
（2）疾病のおそれのある乗務（安全規則第3条第6項）、（3）点呼の
実施義務違反等（安全規則第7条）、（4）点呼の記録の改ざん・不実
記載違反（安全規則第7条第5項）、（5）乗務等の記録事項義務違反
（安全規則第8条第1項）、（6）運行記録計による記録義務違反（安全
規則第9条）、（7）運転者に対する指導監督違反（安全規則第10条第1
項）、（8）事故惹起・初任運転者に対する指導監督違反（安全規則第
10条第2項）、（9）事故惹起・初任運転者に対する適性診断受診義務
違反（安全規則第10条第2項）、（10）事業計画の変更認可違反（貨物
自動車運送事業法第9条第1項）

21 21

貨物 2019 10 1

カネエ青果株式会社（法
人番号
9090001004792）代表
者遠藤勝男

山梨県南アルプス市東
南湖字番屋２８８

本社
山梨県南アルプ
ス市東南湖２１
３

輸送施設の使用停止
（110日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成31年4月3日及び同年4
月8日、監査を実施。11件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示
の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）
第3条第4項）、（2）点呼の実施義務違反等（安全規則第7条）、（3）
乗務等の記録事項義務違反（安全規則第8条第1項）、（4）運行記録計
による記録義務違反（安全規則第9条）、（5）運行指示書による作成
義務違反（安全規則第9条の3）、（6）運転者に対する指導監督違反
（安全規則第10条第1項）、（7）定期点検整備の実施違反（安全規則
第13条）、（8）整備管理者の選任（変更）未届出違反（安全規則第13
条、道路運送車両法第52条）、（9）運行管理者の助言に対する尊重義
務違反（貨物自動車運送事業法第22条第3項）、（10）運行管理補助者
の要件違反（安全規則第18条第3項）、（11）報告義務違反（貨物自動
車運送事業報告規則第2条）

11 11

貨物 2019 10 1
株式会社ＳＴＫ（法人番
号4320001008089）代
表者望月繁三

神奈川県秦野市ひば
りヶ丘６－３９

本社
神奈川県秦野市
ひばりヶ丘６－
３９

輸送施設の使用停止
（110日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成31年2月13日、監査を
実施。11件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、
（2）疾病のおそれのある乗務（安全規則第3条第6項）、（3）点呼の
実施義務違反等（安全規則第7条）、（4）乗務等の記録事項義務違反
（安全規則第8条第1項）、（5）運転者に対する指導監督違反等（安全
規則第10条第1項）、（6）高齢運転者に対する指導監督違反（安全規
則第10条第2項）、（7）初任・高齢運転者に対する適性診断受診義務
違反（安全規則第10条第2項）、（8）定期点検整備の実施違反（安全
規則第13条）、（9）整備管理者の研修受講義務違反（安全規則第15
条）、（10）運行管理者の講習受講義務違反（安全規則第23条第1
項）、（11）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）

11 11

貨物 2019 10 1

近物レックス株式会社
（法人番号
8080101005494）代表
者堀内悟

静岡県駿東郡清水町伏
見字向田３５１

甲府支店
山梨県甲府市上
曽根町３９０５
－６

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

無免許運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平成31年4
月9日及び令和元年5月13日、監査を実施。4件の違反が認められた。
（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）点呼の実施義務違反等（安
全規則第7条）、（3）運行記録計による記録義務違反（安全規則第9
条）、（4）運転者に対する指導監督違反等（安全規則第10条第1項）

6 2

貨物 2019 10 1

バイオロジスティクス株
式会社（法人番号
2070001025590）代表
者黒田栄作

群馬県館林市大手町１
１－１３

本社
群馬県館林市大
手町１１－１３

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として令和元年6月6日、監査を
実施。3件の違反が認められた。（1）運転者に対する指導監督違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（2）報告義務違
反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）、（3）運賃及び料金の未届
出（貨物自動車運送事業報告規則第2条の2）

1 1

貨物 2019 10 1

ＳＡＳロジスティックス
株式会社（法人番号
8060001015975）代表
者小長谷喜一

栃木県小山市城東７－
３０－３１

小山支店
栃木県小山市大
字出井１０７５
－１８

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

労働局からの通報を端緒として平成31年2月7日、監査を実施。4件の違
反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）点呼の記録
義務違反（安全規則第7条第5項）、（3）運行指示書による作成義務違
反（安全規則第9条の3）、（4）運転者に対する指導監督違反（安全規
則第10条第1項）

4 4

貨物 2019 10 1

株式会社八下田陸運（法
人番号
5060001004485）代表
者八下田勝

栃木県宇都宮市中島町
４３５－１

本社
栃木県宇都宮市
中島町４３５－
１

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平成31年4月
17日及び令和元年5月9日、監査を実施。7件の違反が認められた。
（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
（以下「安全規則」）3条第4項）、（2）点呼の実施義務違反等（安全
規則第7条）、（3）乗務等の記録事項義務違反（安全規則第8条第1
項）、（4）運転者に対する指導監督違反等（安全規則第10条第1
項）、（5）高齢運転者に対する指導監督違反（安全規則第10条第2
項）、（6）初任・高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規
則第10条第2項）、（7）事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業
法第9条第3項）

4 4



貨物 2019 10 1

鷹栖運輸機工有限会社
（法人番号
9060002025469）代表
者鷹栖揚輔

栃木県大田原市薄葉２
２０５

本社
栃木県大田原市
下石上１３６３
－９

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平成31年4月
19日、監査を実施。4件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の
遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3
条第4項）、（2）点呼の実施義務違反等（安全規則第7条）、（3）乗
務等の記録事項義務違反（安全規則第8条第1項）、（4）運転者に対す
る指導監督違反等（安全規則第10条第1項）

2 2

貨物 2019 10 1

ジャパンロジコム株式会
社（法人番号
9030001020366）代表
者大山隆弘

埼玉県戸田市新曽１４
－１

川崎
神奈川県川崎市
川崎区千鳥町１
９－３

輸送施設の使用停止
（80日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

救護措置義務違反があった旨の公安委員会からの通知を端緒として令
和元年5月10日、監査を実施。8件の違反が認められた。（1）疾病のお
それのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第6項）、（2）点呼の実施義務違反等（安全規則第7
条）、（3）乗務等の記録事項義務違反（安全規則第8条第1項）、
（4）運転者に対する指導監督違反等（安全規則第10条第1項）、（5）
事故惹起・高齢運転者に対する指導監督違反（安全規則第10条第2
項）、（6）事故惹起・初任・高齢運転者に対する適性診断受診義務違
反（安全規則第10条第2項）、（7）運行管理者の講習受講義務違反
（安全規則第23条第1項）、（8）事業計画の変更認可違反（貨物自動
車運送事業法第9条第1項）

8 8

貨物 2019 10 1
東和運輸株式会社（法人
番号1021001006421）
代表者清水亮司

神奈川県高座郡寒川町
宮山３４９－１

本社
神奈川県高座郡
寒川町宮山３４
９－１

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

労働局からの通報を端緒として平成31年2月18日、監査を実施。3件の
違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）点呼の実
施義務違反等（安全規則第7条）、（3）運転者に対する指導監督違反
（安全規則第10条第1項）

3 3

貨物 2019 10 1

株式会社ＪＲＣコーポ
レーション（法人番号
6040001035622）代表
者高崎信昭

千葉県松戸市古ヶ崎１
－３００６－４

埼玉
埼玉県白岡市太
田新井７７３－
３

輸送施設の使用停止
（190日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第13条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成31年1月16日及び同年
2月14日、監査を実施。10件の違反が認められた。（1）乗務時間等告
示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送（以下「安全規則」）安全規
則第3条第4項）、（2）点呼の実施義務違反等（安全規則第7条）、
（3）乗務等の記録義務違反（安全規則第8条第1項）、（4）乗務等の
記録事項義務違反（安全規則第8条第1項）、（5）運行記録計による記
録義務違反（安全規則第9条）、（6）運転者に対する指導監督違反
（安全規則第10条第1項）、（7）定期点検整備の実施違反（安全規則
第13条）、（8）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法（以
下「法」）第9条第1項）、（9）事業計画事前届出違反（法第9条第3
項）、（10）事業計画事後届出違反（法第9条第3項）

19 19

貨物 2019 10 1
小沢運送有限会社（法人
番号7040002072688）
代表者小澤博雄

千葉県市原市徳氏３６
２

本社
千葉県夷隅郡大
多喜町下大多喜
９５３－１

輸送施設の使用停止
（165日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成31年2月12日、監査を
実施。11件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、
（2）疾病のおそれのある乗務（安全規則第3条第6項）、（3）点呼の
実施義務違反等（安全規則第7条）、（4）運行記録計による記録義務
違反（安全規則第9条）、（5）運転者に対する指導監督違反（安全規
則第10条第1項）、（6）初任運転者に対する適性診断受診義務違反
（安全規則第10条第2項）、（7）定期点検整備の実施違反（安全規則
第13条）、（8）点検整備記録簿の保存義務違反（安全規則第13条）、
（9）運行管理者の講習受講義務違反（安全規則第23条第1項）、
（10）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送（以下「法」）事業
法第9条第1項）、（11）運送約款の認可違反（法第10条第１項）

17 17

貨物 2019 10 1
有限会社HK運輸（法人
番号2130002024189）
代表者堀江浩二

京都府京都市伏見区羽
束師鴨川町３４９－８

本社
京都府宇治市槇
島町五才田２番

文書警告
貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

令和元年５月１７日、同年６月５日及び同年７月１２日に、死亡事故
を引き起こしたことを端緒に監査を実施。１件の違反が認められた。
（１）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第１０条第１項）

0 0

貨物 2019 10 1
扶忠商事有限会社（法人
番号2290002044452）
代表者石川忠

福岡県飯塚市勢田1809-
1

本社営業所
福岡県飯塚市勢
田1809-1

輸送施設の使用停止
（100日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第8
条第1項、法第17条
第1項、法第17条第
4項、道路運送法第
95条

令和1年6月21日、監査実施。13件の違反が認められた。(1)事業計画
(自動車車庫)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法第8
条第1項)､(2)自動車に関する表示義務違反（道路運送法第95条）､(3)疾
病、疲労等のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以
下｢安全規則｣）第3条第6項)､(4)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規
則第9条の5第1項)､(5)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)､(6)点呼の
記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)､(7)乗務等の記録事項義務違反
(安全規則第8条)､(8)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)､
(9)乗務時間等の基準の遵守違反(安全規則第3条第4項)､(10)運転者に対
する指導監督違反(安全規則第10条第1項)､(11)運転者に対する指導監督
の記録又は指導監督の記録保存違反(安全規則第10条第1項)､(12)特定運
転者に対する特別な指導監督違反(安全規則第10条第2項)､(13)特定運転
者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)

10 10

タクシー 2019 10 1

土浦タクシー株式会社
（法人番号
1050001009456） 代
表者 小城 豊

茨城県土浦市大和町８
－１０

本社営業所
茨城県土浦市大
字粕毛６５７－
９

輸送施設の使用停止
（157日車）

道路運送法（以下、
運送法）第27条第3
項、道路運送車両法
（以下、車両法）第
48条

平成31年2月13日、死亡事故があった旨公安委員会からの通知を端緒と
して監査を実施。10件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵
守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第21条第1項)､(2)
健康状態の把握義務違反(運輸規則第21条第5項)､(3)点呼の実施等義務
違反(運輸規則第24条)､(4)乗務記録の記録事項の不備(運輸規則第25
条)､(5)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(6)高
齢運転者に対する告示で定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第
2項)､(7)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2
項)､(8)定期点検整備の未実施(車両法第48条)､(9)運行管理補助者の要
件違反(運輸規則第47条の9第3項)､(10)運行管理者の講習受講義務違反
(運輸規則第48条の4第1項)

16 16

乗合バス 2019 10 1

防長交通株式会社法人番
号（３２５０００１００
９２５２）代表者松村喜
裕

山口県周南市松保町７
番９号

周南営業所
山口県下松市南
花岡５丁目９番
１号

輸送施設の使用停止
（１０日車）及び文
書警告

道路運送法第２７条
第３項

情報提供を端緒として、平成３１年２月１８日及び同年３月１３日に
監査を実施。３件の違反が認められた。（１）乗務時間等告示の遵守
違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下運輸規則）第２１条第１
項）（２）点呼の記録事項義務違反（運輸規則第２４条第５項）
（３）乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第２５条第１項）

3 1

貸切バス 2019 10 1

有限会社北埼交通（法人
番号：
2050002026020） 代
表者 小林武司

茨城県古河市東諸川
158-1

本社営業所
茨城県古河市東
諸川158-1

輸送施設の使用停止
（90日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第7条の2第
2項

平成30年12月14日及び平成31年1月30日他、定期的な監査を実施。4件
の違反が認められた。(1)運送引受書の保存義務違反(旅客自動車運送事
業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第7条の2第2項)､(2)点呼の実施等義務違反
(運輸規則第24条)､(3)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第
38条第1項)､(4)運行管理者に対する指導監督義務違反(運輸規則第48条
の3)

9 9

貸切バス 2019 10 1

マイスカイ交通株式会社
（法人番号：
7030001037354） 代
表者 白石広一

埼玉県三郷市早稲田8-
31-20

吉川営業所
埼玉県吉川市大
字三輪野江2018-
1

輸送施設の使用停止
（120日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

平成31年2月12日、定期的な監査を実施。9件の違反が認められた。(1)
事業計画の変更認可違反(道路運送法(以下｢運送法｣)第15条第1項)､(2)
運送引受書の記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸
規則｣)第7条の2第1項)､(3)疾病のおそれのある乗務(運輸規則第21条第5
項)､(4)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)､(5)運転者に対する
指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(6)初任･高齢運転者に対する
特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､(7)初任･高齢運転者に対す
る適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)､(8)報告義務違反(運送
法第94条第1項)､(9)休憩､仮眠又は睡眠のための施設の変更届出(道路運
送法施行規則第66条第1項第6号)

12 12



貸切バス 2019 10 1

イー・ティー・エー株式
会社（法人番号：
4030001086180） 代
表者 杉山直樹

埼玉県深谷市柏合86-1 深谷営業所
埼玉県深谷市普
済寺1039-4

文書警告（処分日車
数30日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
（6）による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第5
項

令和元年7月8日、定期的な監査を実施。3件の違反が認められた。(1)
疾病のおそれのある乗務(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規
則｣)第21条第5項)､(2)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)､(3)
運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)

6 3

貨物 2019 10 2

八女丸善運輸株式会社
（法人番号
6290001047774） 代
表者池松隆一

福岡県八女郡広川町藤
田1400-2

本社営業所
福岡県八女郡広
川町藤田1400-2

事業停止30日間、輸
送施設の使用停止
（100日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項、法第17条
第4項

平成31年4月19日、監査実施。10件の違反が認められた。(1)必要な員
数の運転者の確保違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下｢安全規
則｣）第3条第1項)、(2)乗務時間等の基準の遵守違反(安全規則第3条第4
項)、(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(4)点呼の記録義務違反
(安全規則第7条第5項)、(5)運行指示書に係る（作成、指示、携行）義
務違反(安全規則第9条の3第1項)、(6)運転者台帳の記載事項義務違反
(安全規則第9条の5第1項)、(7)運転者に対する指導監督違反(安全規則
第10条第1項)、(8)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規
則第10条第1項)、(9)整備管理者の研修受講義務違反(安全規則第15
条)、(10)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項)

40 40

タクシー 2019 10 2
名鉄岡崎タクシー株式会
社（法人番号）代表取締
役河口恒徳

愛知県岡崎市戸崎元町
５番地１号

本社
愛知県岡崎市戸
崎元町５番地１
号

輸送施設の使用停止
（１０日車）及び文
書警告

道路運送法（以下
「法」）第２０条

平成３０年１１月２８日、監査方針に基づいて監査実施。３件の違反
が認められた。（１）区域外運送（法第２０条）、（２）運転者に対
する指導監督違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規
則」）第３８条第１項）、（３）特定の運転者に対する指導監督違反
（運輸規則第３８条第２項）

1 1

貨物 2019 10 3
杉崎運輸株式会社（法人
番号8021001032766）
代表取締役杉崎直司

神奈川県小田原市桑原
５７０

浜松
静岡県磐田市下
野部１２４１－
３７

文書警告
貨物事業者運送事業
法第１７条４項

令和元年９月１２日、監査方針に基づいて監査実施。１件の違反が認
められた。（１）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第１０条第１項）

0 0

タクシー 2019 10 3

有限会社蒲池自動車（法
人番号
6290002047088） 代
表者原野重信

福岡県八女郡広川町新
代1886-2

本社営業所
福岡県八女郡広
川町新代1886-2

輸送施設の使用停止
（50日車）、文書警
告､文書勧告

道路運送第27条第3
項、道路運送車両法
第48条

令和1年6月25日、監査実施。17件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反（旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第21
条第1項）、(2)疾病、疲労等のおそれのある乗務（運輸規則第21条第5
項）、(3)点呼の実施義務違反（運輸規則第24条）、(4)点呼の記録事項
義務違反（運輸規則第24条第5項）、(5)乗務等の記録事項義務違反
（運輸規則第25条）、(6)新任運転者に対する指導監督違反（運輸規則
第36条第2項）、(7)乗務員台帳の作成義務違反（運輸規則第37条第1
項）、(8)乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条第1項）、
(9)運転者に対する指導監督違反（運輸規則第38条第1項）、(10)運転者
に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反（運輸規則第38
条第1項）、(11)運転者に対する指導監督の記載事項義務違反（運輸規
則第38条第1項）、(12)特定運転者に対する特別な指導監督違反（運輸
規則第38条第2項）、(13)特定運転者に対する適性診断受診義務違反
（運輸規則第38条第2項）、(14)定期点検整備の実施違反（運輸規則第
45条、道路運送車両法第48条）、(15)運行管理規程の制定義務違反
（運輸規則第48条の2）、(16)指導主任者の届出義務違反(運輸規則第
68条第1項第3号)、(17)指導主任者の転任（退任）届出義務違反(運輸規
則第68条第1項第4号)

5 5

タクシー 2019 10 3

相生タクシー有限会社
（法人番号
2290802013243） 代
表者石橋孝三

福岡県北九州市八幡西
区森下町11-3

本社営業所
福岡県北九州市
八幡西区森下町
11-3

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和1年9月25日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対
する指導監督違反（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

タクシー 2019 10 3

八幡第一交通株式会社
（法人番号
1290802013871） 代
表者野口和之

福岡県北九州市八幡西
区紅梅1-8-13

八幡西営業
所

福岡県北九州市
八幡西区八枝3-
2-39

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和1年9月25日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対
する指導監督違反（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

タクシー 2019 10 3

福岡西鉄タクシー株式会
社（法人番号
3290001070639） 代
表者浅倉武巳

福岡県福岡市南区大楠
1-34-1

大楠営業所
福岡県福岡市南
区大楠1-25-15

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和1年9月25日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対
する指導監督違反（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

6 0

タクシー 2019 10 3
先島交通株式会社（法人
番号9360001013106）
代表者玉城榮一

沖縄県石垣市八島町1丁
目6番地7号

本社営業所
沖縄県石垣市八
島町1丁目6番地7
号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和元年5月29日、長期間監査を実施していないことを端緒に監査実
施。2件の違反が認められた。(1)点呼の実施義務違反(旅客自動車運送
事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第1項、第2項)、(2)乗務等の記
録の記録事項不備(運輸規則第25条第3項、第4項)

0 0

貸切バス 2019 10 3
PHA株式会社(法人番号
3140002050381)代表者
小國栄作

兵庫県姫路市青山西1丁
目9番10号

本社
兵庫県姫路市青
山西1丁目9番10
号

輸送施設の使用停止
(170日車)

道路運送法第27条第
3項

令和元年6月19日及び同年7月11日、法令違反の疑いを端緒に監査を実
施。11件の違反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送
法(以下、「運送法」)第9条の2第1項)、(2)事業計画の変更認可違反(運
送法第15条第1項)、(3)運送引受書の記載事項義務違反(旅客自動車運送
事業運輸規則(以下、「運輸規則」)第7条の2第1項)、(4)健康状態の把
握義務違反(運輸規則第21条第5項)、(5)点呼の記録事項義務違反(運輸
規則第24条第5項)、(6)乗務等の記録事項義務違反(運輸規則第25条第1
項、第2項、第4項)、(7)運行指示書の記載事項義務違反(運輸規則第28
条の2第1項)、(8)乗務員台帳の記載事項義務違反(運輸規則第37条第1
項)、(9)運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2
項)、(10)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条)、(11)運行
管理補助者の選任届出違反(運輸規則第68条)

17 17

貸切バス 2019 10 3

有限会社大垣観光バス
(法人番号
9140002034742)代表者
大垣太計雄

兵庫県丹波市山南町村
森658番地の1

本社
兵庫県丹波市山
南町村森655番地
の1

文書警告（処分日車
数20日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
（6）による）

道路運送法第27条第
3項

令和元年8月27日、法令違反の疑いを端緒に監査を実施。5件の違反が
認められた。（1）運送引受書の記載事項義務違反(旅客自動車運送事
業運輸規則(以下、「運輸規則」)第7条の2第1項)、（2）健康状態の把
握義務違反(運輸規則第21条第5項)、(3)点呼の記録事項義務違反(運輸
規則第24条第5項)、（4)乗務員台帳の記載事項義務違反(運輸規則第37
条第1項)、（5）運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38
条第2項)

2 2

貸切バス 2019 10 3

株式会社アジアネットツ
アー（法人番号
3290001024669） 代
表者谷口英治

福岡県福岡市東区松田
1-831-1

福岡営業所
福岡県福岡市東
区松田1-831-1

文書警告（処分日車
数20日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
（6）による）

道路運送法第27条第
3項

令和1年10月3日、監査実施。2件の違反が認められた。(1)乗務員台帳
の記載事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第
37条第1項）､(2)運転者に対する指導監督違反（運輸規則第38条第1
項）

8 2

貨物 2019 10 4
豊川興業株式会社（法人
番号8030001076401）
代表者中村憲治

埼玉県川口市東領家５
－９－８

本社
埼玉県川口市東
領家５－９－８

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

死亡事故を引き起こしたことを端緒として令和元年7月4日、監査を実
施。1件の違反が認められた。（1）運転者に対する指導監督違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2019 10 4

姫路合同貨物自動車株式
会社（法人番号
4140001060892 ）代表
者北野耕司

兵庫県姫路市城東町清
水６

姫路南
兵庫県姫路市大
津区勘兵衛町４
－３０－１

文書警告
貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

令和元年９月５日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。３件
の違反が認められた。（１）乗務時間等の告示の遵守違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第３条第４項）、（２）点呼の実施義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条）、（３）初任運転者に対
する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０
条第２項）

0 0



タクシー 2019 10 4

有限会社旭タクシー（法
人番号
5290002052898） 代
表者龍周吾

福岡県大川市榎津456-8 本社営業所
福岡県大川市大
字榎津456-8

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和1年8月5日、監査実施。4件の違反が認められた。(1)乗務員台帳の
記載事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第37
条第1項）､(2)点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条第5項）､(3)運
転者に対する指導監督違反（運輸規則第38条第1項）､(4)運転者に対す
る指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反（運輸規則第38条第1
項）

0 0

乗合バス 2019 10 4
福井鉄道株式会社（法人
番号2210001011931 ）
代表取締役村田治夫

福井県越前市北府２丁
目５番２０号

嶺北
福井県越前市北
府２丁目５字３
番地２号

輸送施設の使用停止
（２０日車）及び文
書警告

道路運送法（以下
「法」）第１６条、
法第２７条３項

平成３１年３月２９日及び令和元年５月１０日、監査方針に基づいて
監査実施。３件の違反が認められた。（１）事業計画変更認可違反
（法第１６条第１項）、（２）運転者に対する指導監督違反（旅客自
動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第３８条第１項）、
（３）運行管理者に対する指導監督違反（運輸規則第４８条の３）

2 2

乗合バス 2019 10 4

南海ウイングバス南部株
式会社(法人番号
9120101040016)代表者
外濵道明

大阪府泉佐野市日根野
5619番地の2

本社
大阪府泉佐野市
日根野5619番地
の2

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和元年7月2日、事故を引き起こしたことを端緒に監査を実施。3件の
違反が認められた。(1)点呼の記録事項義務違反（旅客自動車運送事業
運輸規則(以下、「運輸規則」)第24条第5項)、(2)乗務等の記録義務違
反(運輸規則第25条第1項、第4項)、(3)運転者に対する指導監督義務違
反(運輸規則第38条第1項)

0 0

貨物 2019 10 7
株式会社日章（法人番号
５２２０００１００８８
０９） 代表者雄谷元成

石川県能美郡川北町字
田子島い７

本社営業所
石川県能美郡川
北町字田子島い
７

輸送施設の使用停止
（４０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項及
び同法第１７条第４
項

平成３１年１月１７日、監査実施。４件の違反が認められた。（１）
乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下
「安全規則」）第３条第４項）（２）点呼の実施違反（安全規則第７
条第１項～第２項）（３）点呼の記録違反（安全規則第７条第５項）

4 4

貨物 2019 10 7
名豊興運株式会社（法人
番号3180001076564）
代表取締役倉田直樹

愛知県小牧市大字南外
山字道上１２３

岐阜
岐阜県安八群輪
之内町下大榑新
田１５２３－３

輸送施設の使用停止
（１２０日車）及び
文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第４項

平成３１年１月９日及び平成３１年１月１５日、監査方針に基づいて
監査実施。８件の違反が認められた。（１）点呼の実施義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７条第１項及
び第２項）、（２）点呼の記録記載不備（安全規則第７条第５項）、
（３）点呼の記録不実記載（安全規則第７条第５項）、（４）健康状
態の把握義務違反（安全規則第３条第６項）、（５）特定の運転者に
対する指導監督違反（安全規則第１０条第２項）、（６）特定の運転
者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第１０条第２項）、
（７）車両の整備不良（安全規則第１３条）、（８）定期点検整備の
実施違反（安全規則第１３条第１号）

12 12

タクシー 2019 10 7

東和国際サービス株式会
社（法人番号１４３００
０１０６９９３２） 代
表者欒春玉

北海道千歳市富士４丁
目４－１

本社営業所
北海道千歳市富
士４丁目４－１

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第３７条第
１項 他２件

令和元年５月２１日、新規許可等を端緒として監査を実施。３件の違
反が認められた。（１）乗務員台帳の記載事項義務違反（旅客自動車
運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第３７条第１項）、（２）特
定運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第３８条第２
項）、（３）自動車に関する表示義務違反（道路運送法施行規則第６
５条）

0 0

タクシー 2019 10 7

有限会社小笹自動車（法
人番号
6290002027338） 代
表者副田直一郎

福岡県福岡市城南区長
尾1-3-19

本社営業所
福岡県福岡市城
南区長尾1-3-19

輸送施設の使用停止
（20日車）、文書警
告

道路運送法第27条第
3項

令和1年6月6日、監査実施。8件の違反が認められた。(1)乗務時間等の
基準の遵守違反（旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第21条
第1項）、(2)点呼の実施義務違反（運輸規則第24条）、（3）運行記録
計による記録義務違反（運輸規則第26条第2項）、(4)乗務員台帳の記
載事項義務違反（運輸規則第37条第1項）、(5)運転者に対する指導監
督違反（運輸規則第38条第1項）、(6)運転者に対する指導監督の記載
事項義務違反（運輸規則第38条第1項）、(7)特定運転者に対する特別
な指導監督違反（運輸規則第38条第2項）、(8)特定運転者に対する適
性診断受診義務違反（運輸規則第38条第2項）

2 2

貨物 2019 10 8

合資会社レスキュー札幌
（法人番号７４３０００
３００１６４８） 代表
者海保晃

北海道札幌市厚別区厚
別西２条３丁目７番１
６号

本社営業所

北海道札幌市厚
別区厚別西２条
３丁目７番２２
号

許可の取消し
貨物自動車運送事業
法第３２条

平成３０年６月、所在不明等の風評があったため、事業者の実態調査
を行ったところ、所在不明であることが判明したことから、貨物自動
車運送事業法第３２条の規定に基づき、一般貨物自動車運送事業の許
可を取り消した。（１）事業の無届出休止・廃止（貨物自動車運送事
業法第３２条）

- -

貨物 2019 10 8

丸友運輸株式会社（法人
番号７４３０００１０２
３４６２） 代表者男山
俊夫

北海道札幌市厚別区厚
別西２条１丁目６番２
０号

本社営業所

北海道札幌市厚
別区厚別西２条
１丁目６番２０
号

許可の取消し
貨物自動車運送事業
法第３２条

平成３１年２月、所在不明等の風評があったため、事業者の実態調査
を行ったところ、所在不明であることが判明したことから、貨物自動
車運送事業法第３２条の規定に基づき、一般貨物自動車運送事業の許
可を取り消した。（１）事業の無届出休止・廃止（貨物自動車運送事
業法第３２条）

- -

貨物 2019 10 8
株式会社ふじよし（法人
番号7030001107388）
代表者小澤藤雄

千葉県野田市三ツ堀８
３２－１５－１０４
（旧：千葉県野田市中
野台２６２坂本ビル１
０２号）

本社
千葉県野田市中
野台２６２坂本
ビル１０２号

輸送施設の使用停止
（240日車）、輸送の
安全確保命令

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第13条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成31年2月1日、監査を
実施。18件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、
（2）疾病のおそれのある乗務（安全規則第3条第6項）、（3）点呼の
実施義務違反等（安全規則第7条）、（4）乗務等の記録事項義務違反
（安全規則第8条第1項）、（5）運行記録計による記録義務違反（安全
規則第9条）、（6）運転者に対する指導監督違反等（安全規則第10条
第1項）、（7）初任・高齢運転者に対する指導監督違反（安全規則第
10条第2項）、（8）初任・高齢運転者に対する適性診断受診義務違反
（安全規則第10条第2項）、（9）定期点検整備の実施違反（安全規則
第13条）、（10）整備管理者の研修受講義務違反（安全規則第15
条）、（11）運行管理者の選任（解任）未届出違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第19条）、（12）事業計画の変更認可違反（貨物自
動車運送事業法（以下「法」）第9条第1項）、（13）事業計画事前届
出違反（法第9条第3項）、（14）事業計画事後届出違反（法第9条第3
項）、（15）事業の健全な発達を阻害する競争のうち社会保険等に未
加入のもの（法第25条第2項）、（16）報告義務違反（貨物自動車運送
事業報告規則第2条）、（17）事業者の住所の変更未届出（貨物自動車
運送事業法施行規則第44条第1項第5号）、（18）自動車に関する表示
義務違反（道路運送法第95条）
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貨物 2019 10 8
相馬運輸有限会社（法人
番号9050002017384）
代表者相馬勝美

茨城県結城郡八千代町
大字新地４９２－６

本社

茨城県結城郡八
千代町大字新地
字鹿島４９２－
６

輸送施設の使用停止
（183日車）、輸送の
安全確保命令

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成31年3月6日、監査を
実施。9件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、
（2）疾病のおそれのある乗務（安全規則第3条第6項）、（3）点呼の
実施義務違反等（安全規則第7条）、（4）乗務等の記録事項義務違反
（安全規則第8条第1項）、（5）運転者に対する指導監督違反等（安全
規則第10条第1項）、（6）高齢運転者に対する指導監督違反（安全規
則第10条第2項）、（7）高齢運転者に対する適性診断受診義務違反
（安全規則第10条第2項）、（8）定期点検整備の実施違反（安全規則
第13条）、（9）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）

20 20

貨物 2019 10 8
株式会社丸神運輸（法人
番号5012701003878）
代表者髙橋義一

東京都東久留米市中央
町６－２－１４

鹿島
茨城県神栖市知
手６２８

輸送施設の使用停止
（180日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

労働局からの通報を端緒として平成31年2月21日、監査を実施。8件の
違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）点呼の実
施義務違反等（安全規則第7条）、（3）運転者に対する指導監督違反
等（安全規則第10条第1項）、（4）初任・高齢運転者に対する指導監
督違反（安全規則第10条第2項）、（5）初任・高齢運転者に対する適
性診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）、（6）運行管理者の選
任違反（貨物自動車運送事業法（以下「法」）第18条第1項）、（7）
運行管理者の選任（解任）未届出違反（安全規則第19条）、（8）事業
計画の変更認可違反（法第9条第1項）

18 18



貨物 2019 10 8
有限会社明和（法人番号
4030002046010）代表
者髙倉博

埼玉県草加市青柳６－
６１－８

有限会社明
和

埼玉県草加市青
柳６－６１－８

輸送施設の使用停止
（160日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成31年2月13日、監査を
実施。11件の違反が認められた。（1）疾病のおそれのある乗務（貨物
自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第6項）、
（2）点呼の実施義務違反等（安全規則第7条）、（3）乗務等の記録義
務違反（安全規則第8条第1項）、（4）乗務等の記録事項義務違反（安
全規則第8条第1項）、（5）運行記録計による記録義務違反（安全規則
第9条）、（6）運転者に対する指導監督違反（安全規則第10条第1
項）、（7）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第10
条第2項）、（8）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法
（以下「法」）第9条第1項）、（9）事業の健全な発達を阻害する競争
のうち社会保険等に未加入のもの（法第25条第2項）、（10）報告義務
違反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）、（11）運賃及び料金の未
届出（貨物自動車運送事業報告規則第2条の2）

16 16

貨物 2019 10 8

グリーン輸送サービス株
式会社（法人番号
7060001021017）代表
者熊倉広宣

栃木県佐野市関川町６
７７

本社
栃木県佐野市関
川町６７７－１
６

輸送施設の使用停止
（70日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

労働局からの通報を端緒として平成31年2月26日及び同年3月5日、監査
を実施。9件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4
項）、（2）疾病のおそれのある乗務（安全規則第3条第6項）、（3）
点呼の実施義務違反等（安全規則第7条）、（4）乗務等の記録事項義
務違反（安全規則第8条第1項）、（5）運行記録計による記録義務違反
（安全規則第9条）、（6）運転者に対する指導監督違反等（安全規則
第10条第1項）、（7）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（安
全規則第10条第2項）、（8）事業計画事前届出違反（貨物自動車運送
事業法第9条第3項）、（9）運賃及び料金の未届出（貨物自動車運送事
業報告規則第2条の2）

7 7

貨物 2019 10 8
株式会社山恊商事（法人
番号8090001006591）
代表者仲澤公彦

山梨県中央市山之神流
通団地３３２９－１

本社
山梨県中央市山
之神流通団地３
３２９－１

輸送施設の使用停止
（75日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第13条

法令違反の疑いがあることを端緒として、平成31年4月24日及び令和元
年5月15日、監査を実施。8件の違反が認められた。（1）乗務時間等告
示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）、（2）点呼の実施義務違反等（安全規則第7
条）、（3）運行記録計による記録義務違反（安全規則第9条）、（4）
運転者に対する指導監督違反等（安全規則第10条第1項）、（5）定期
点検整備の実施違反（安全規則第13条）、（6）整備管理者の研修受講
義務違反（安全規則第15条）、（7）事故の未報告（貨物自動車運送事
業法（以下「法」）第24条、自動車事故報告規則第3条第1項）、（8）
事業計画の変更認可違反（法第9条第1項）

8 8

貨物 2019 10 8

Ｍ’ｓコーポレーション
株式会社（法人番号
3020001122128）代表
者椎名陽一

神奈川県横浜市港北区
綱島東５－６－６

本社

埼玉県草加市旭
町４－８－１９
－５（旧：神奈
川県横浜市港北
区綱島東５－６
－６）

輸送施設の使用停止
（150日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成31年3月11日及び同年
3月22日、監査を実施。10件の違反が認められた。（1）疾病のおそれ
のある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）
第3条第6項）、（2）点呼の実施義務違反等（安全規則第7条）、（3）
運行記録計による記録義務違反（安全規則第9条）、（4）運転者に対
する指導監督違反（安全規則第10条第1項）、（5）初任運転者に対す
る適性診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）、（6）定期点検整
備の実施違反（安全規則第13条）、（7）整備管理者の研修受講義務違
反（安全規則第15条）、（8）運行管理者の講習受講義務違反（安全規
則第23条第1項）、（9）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事
業法（以下「法」）第9条第1項）、（10）事業の健全な発達を阻害す
る競争のうち社会保険等に未加入のもの（法第25条第2項）
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貨物 2019 10 8

有限会社中村運輸機工
（法人番号
7010802010734）代表
者中村雅浩

東京都大田区東糀谷１
－１９－１４

本社
東京都大田区東
糀谷１－１９－
１４

輸送施設の使用停止
（50日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成31年3月12日及び同年
4月9日、監査を実施。7件の違反が認められた。（1）点呼の実施義務
違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第7
条）、（2）乗務等の記録事項義務違反（安全規則第8条第1項）、
（3）運行記録計による記録義務違反（安全規則第9条）、（4）運転者
に対する指導監督違反（安全規則第10条第1項）、（5）整備管理者の
研修受講義務違反（安全規則第15条）、（6）運行管理者の講習受講義
務違反（安全規則第23条第1項）、（7）事業計画の変更認可違反（貨
物自動車運送事業法第9条第1項）

5 5

貨物 2019 10 8
株式会社北都流通（法人
番号1030001067844）
代表者大石英孝

埼玉県越谷市谷中町２
－２０５－１

本社
埼玉県越谷市谷
中町２－２０５
－１

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

過積載運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として令和元年8
月8日、監査を実施。1件の違反が認められた。（1）過積載運送（貨物
自動車運送事業法第17条第3項）

3 3

貨物 2019 10 8

有限会社アクトコーポ
レーション（法人番号
5040002013594）代表
者葛西正利

千葉県千葉市緑区おゆ
み野南２－２１エステ
シティおゆみ野Ａ－２
０８

本社
千葉県東金市小
野字大原４９７

輸送施設の使用停止
（125日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和元年6
月20日、監査を実施。12件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示
の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）
第3条第4項）、（2）疾病のおそれのある乗務（安全規則第3条第6
項）、（3）点呼の実施義務違反等（安全規則第7条）、（4）乗務等の
記録事項義務違反（安全規則第8条第1項）、（5）運転者に対する指導
監督違反（安全規則第10条第1項）、（6）初任運転者に対する適性診
断受診義務違反（安全規則第10条第2項）、（7）定期点検整備の実施
違反（安全規則第13条）、（8）整備管理者の研修受講義務違反（安全
規則第15条）、（9）運行管理者に対する指導及び監督違反（安全規則
第22条）、（10）運行管理者の講習受講義務違反（安全規則第23条第1
項）、（11）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）、
（12）自動車に関する表示義務違反（道路運送法第95条）

13 13

貨物 2019 10 8

西日本車輌運輸株式会社
（法人番号
5290001001897）代表
者砂場重孝

兵庫県伊丹市中央６丁
目２－１２－７階

滋賀
滋賀県東近江市
宮川町２３７－
１

文書警告
貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

令和元年７月９日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。
３件の違反が認められた。（１）運行管理規程制定違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第２１条）、（２）点呼の記録事項義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第５項）、（３）運転者台
帳の記載事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条の５
第１項）

0 0

貨物 2019 10 8

スター物流株式会社（法
人番号
8140001083048）代表
者半田純夫

兵庫県伊丹市北園２－
４６

本社
兵庫県宝塚市山
本野里１丁目５
１番地－１

輸送施設の使用停止
（８０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項

平成３０年１２月１３日、労働局からの通報を端緒に監査を実施。９
件の違反が認められた。（１）事業計画変更認可違反（自動車車庫の
位置）（貨物自動車運送事業法第９条第１項）、（２）乗務時間等の
告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第４項）、
（３）乗務時間等告示なお書きの遵守違反（一運行の勤務時間）（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第３条第４項）、（４）健康状態の把
握義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第６項）、
（５）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７
条）、（６）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第９条）、（７）運行指示書の作成義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第９条の３第１項）、（８）運転者台帳の記載
事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条の５第１
項）、（９）運行管理者の選任（解任）未届出違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第１９条）

8 8



貨物 2019 10 8
株式会社領山（法人番号
3350001009036） 代
表者山領綱春

宮崎県北諸県郡三股町
大字長田2336-1

本社営業所
宮崎県北諸県郡
三股町大字長田
2336-1

輸送施設の使用停止
（70日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第8
条第1項、法第17条
第1項、法第17条第
4項、法第18条第1
項

令和1年7月11日、監査実施。12件の違反が認められた。(1)～(3)事業
計画(営業所・自動車車庫・休憩睡眠施設)に定めるところに従う義務違
反(貨物自動車運送事業法第8条第1項)、(4)乗務時間等の基準の遵守違
反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第3条第4項)、
(5)乗務時間等の基準なお書き違反(全規則第3条第4項)、(6)疾病、疲労
等のおそれのある乗務(安全規則第3条第6項)、(7)点呼の実施義務違反
(安全規則第7条)、(8)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(9)点
呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(10)運転者台帳の記載事
項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(11)整備管理者の研修受講義務
違反(安全規則第15条)、(12)運行管理者の補助者の要件違反（安全規則
第18条第3項）

7 7

タクシー 2019 10 8

石垣島交通合同会社
（法人番号：
3360003005131）代表
者平良俊明

沖縄県石垣市字石垣５
２７番地１６

本社営業所
沖縄県石垣市字
石垣５２７番地
１６

文書警告
道路運送法27条第3
項

令和元年5月28日長期未実施を端緒に監査を実施。2件の違反が認めら
れた。（１）点呼の実施義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以
下、「運輸規則」）第24条第1項、第2項）、（２）運転者に対する指
導及び監督に係る記録の作成・保存（運輸規則第38条第1項）

0 0

乗合バス 2019 10 8

新潟交通株式会社（法人
番号７１１０００１００
３７２８） 代表者星野
佳人

新潟県新潟市中央区万
代１－６－１

新潟南部営
業所

新潟県新潟市江
南区亀田工業団
地２－１－７

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

令和元年９月２０日、監査実施。１件の違反が認められた。（１）運
転者に対する指導監督告示による運転者に対する指導監督義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１項）

0 0

貸切バス 2019 10 8

株式会社シャトル（法人
番号：
4030001004010） 代
表者 増淵次郎

埼玉県さいたま市北区
宮原町4-93-1

本社営業所
埼玉県さいたま
市北区宮原町4-
93-1

文書警告（処分日車
数20日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
（6）による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和元年8月1日、新規許可を端緒に監査を実施。1件の違反が認められ
た。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則
第38条第1項)

2 2

貨物 2019 10 9

株式会社スリーサークル
（法人番号
7120001153472）代表
者辻裕司

大阪府門真市三ツ島１
丁目３４番３８号

本社
大阪府門真市三
ツ島１丁目３４
番３８号

文書警告
貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

公安委員会からの道路交通法第１０８条の３４の規定に基づく通知件
数(放置行為)が過去一年以内に３件に達した。（1）運転者の指導監督
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2019 10 9

株式会社宝島総合運輸
（法人番号
4330001014895） 代
表者安德貴光

熊本県玉名市天水町部
田見2825-1

本社営業所
熊本県玉名市天
水町部田見2825-
1

事業停止30日間、輸
送施設の使用停止
（100日車）、文書警
告、文書勧告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第8
条第1項、法第11
条、法第17条第1
項、法第17条第4
項、法第18条第1
項、貨物自動車運送
事業法施行規則第44
条第1項第6号、道路
運送車両法第66条第
1項

平成31年1月15日、監査実施。20件の違反が認められた。(1)～(2)事業
計画(自動車車庫・配置車両数)に定めるところに従う義務違反(貨物自
動車運送事業法(以下｢法｣)第8条第1項)、(3)運送約款の掲示違反(法第
11条)、(4)事業者たる法人の役員、社員の変更届出義務違反(貨物自動
車運送事業施行規則第44条第1項第6号)、(5)必要な員数の運転者の確
保違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第3条第1
項)、(6)乗務時間等の基準の遵守違反(安全規則第3条第4項)、(7)乗務
時間等の基準なお書き違反(安全規則第3条第4項)、(8)疾病、疲労等の
おそれのある乗務(安全規則第3条第6項)、(9)点呼の実施義務違反(安全
規則第7条)、(10)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(11)
乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(12)事故の記録事項義務
違反(安全規則第9条の2)、(13)運行指示書の記載事項義務違反(安全規
則第9条の3第1項)、(14)運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5
第1項)、(15)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1
項)、(16)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(17)特
定運転者に対する特別な指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(18)特
定運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(19)
運行管理者の補助者の要件違反（安全規則第18条第3項）、(20)自動車
検査証の備付け義務違反（安全規則第13条、道路運送車両法第66条第1
項）

40 40

タクシー 2019 10 9

ワンコイン八尾株式会社
(法人番号
9122001022192)代表者
大石益沢

大阪府八尾市垣内1丁目
54番地

本社
大阪府八尾市垣
内1丁目54番地

輸送施設の使用停止
(50日車)

道路運送法第27条第
3項

平成31年4月23日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。4件の
違反が認められた。(1)健康状態の把握義務違反（旅客自動車運送事業
運輸規則(以下、「運輸規則」)第21条第5項)、(2)運転者に対する指導
監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(3)運転者に対する適性診断受診
義務違反(運輸規則第38条第2項)、(4)整備管理者の研修受講義務違反
(運輸規則第46条)

12 5

貸切バス 2019 10 9

ニュー浜名湖バス株式会
社（法人番号
8080401003941）代表
取締役澤木 和雄

静岡県浜松市中区小豆
餅１丁目１９番地３２
号

本社
静岡県浜松市中
区小豆餅１丁目
１９番地３２号

輸送施設の使用停止
（６０日車）及び文
書警告

道路運送法（以下
「法」）第９条の２
第1項

令和元年６月２７日、監査方針に基づいて監査実施。２件の違反が認
められた。（１）運賃料金変更事前届出違反（法第９条の２第１
項）、（２）点呼の記録記載不備（旅客自動車運送事業者運輸規則第
２４条第５項）

6 6

タクシー 2019 10 10

株式会社甘木観光バス
（法人番号
6290001043914） 代
表者池野栄次

福岡県朝倉市甘木1396-
2

本社営業所
福岡県朝倉市甘
木1396-2

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和1年9月10日、監査実施。4件の違反が認められた。(1)乗務員台帳
の記載事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第
37条第1項）､(2)点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条第5項）､
(3)乗務時間等の基準の遵守違反（運輸規則第21条第1項）､(4)運転者に
対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反（運輸規則第38条
第1項）

0 0

タクシー 2019 10 10

明里機材運輸有限会社
（法人番号
4210002000130） 代
表者伊藤清司

福井県福井市高木中央
２丁目３４０２番地

あかりタク
シー

福井県福井市高
木町２３字３番
地１

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

平成３１年１月２９日、関係機関からの通報を端緒として監査実施。
３件の違反が認められた。（１）健康状態の把握義務違反（旅客自動
車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第２１条第５項）、（２）
特定の運転者に対する指導監督違反（運輸規則第３８条第２項）、
（３）特定の運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第３８
条第２項）

0 0

貸切バス 2019 10 10

株式会社ソーゴバス（法
人番号２４３０００２０
４５０８０） 代表者中
田正敏

北海道札幌市東区中沼
２条１丁目１番６号

本社営業所
北海道札幌市東
区中沼２条１丁
目１番６号

文書警告（処分日車
数20日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
（6）による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第７条の２
第１項

令和元年９月５日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を端
緒として監査を実施。１件の違反が認められた。（１）運送引受書の
記載事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第７条の２第１項）

3 2

貸切バス 2019 10 10

パノラマ観光バス株式会
社（法人番号５３７００
０１００９８５８） 代
表者佐々木善吾

宮城県仙台市青葉区小
松島４丁目３０番８号

本社営業所
宮城県仙台市青
葉区小松島４丁
目３０番８号

輸送施設の使用停止
（６０日車）

道路運送法第９条の
２第１項

令和元年６月１２日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、1件
の違反が認められた。（１）運賃料金事前届出、運賃料金変更事前届
出違反（道路運送法第９条の２第１項）

6 6

貸切バス 2019 10 10

有限会社中央交通（法人
番号３３７０６０２００
１２７３） 代表者菅原
周二

宮城県塩竈市南町７番
３０号

本社営業所
宮城県塩竈市南
町６番地１号

輸送施設の使用停止
（１８０日車）及び
文書警告

道路運送法（以下
「法」）第９条の２
第１項、法第１５条
第１項、法第２７条
第３項

令和元年５月２８日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、6件
の違反が認められた。（１）運賃料金事前届出、運賃料金変更事前届
出違反（道路運送法（以下「運送法」）第９条の２第１項）、（２）
事業計画の変更認可違反（運送法第１５条第１項）、（３）運送引受
書の交付義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規
則」）第７条の２第１項）、（４）運行指示書の作成等義務違反（運
輸規則第２８条の２第１項）、（５）乗務員台帳の作成義務違反（運
輸規則第３７条第１項）、（６）運転者に対する指導監督の記録違反
（運輸規則第３８条第１項）

18 18



貨物 2019 10 11

株式会社インプレス（法
人番号
1220001001206）代表
者坂本憲一

石川県金沢市松島２丁
目４８番１号

和歌山
和歌山県和歌山
市出島１１番地
１

輸送施設の使用停止
（１４０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年１２月１９日及び平成３１年２月４日、法令違反の疑いが
あることを端緒に監査を実施。６件の違反が認められた。（１）点呼
の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条）、（２）
点呼の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第
５項）、（３）運転者台帳の作成義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第９条の５第１項）、（４）運転者台帳の記載事項義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条の５第１項）、（５）運転
者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条
第１項）、（６）定期点検整備の実施違反（３ヶ月点検）（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第１３条、道路運送車両法第４８条）

14 14

タクシー 2019 10 11

となみ観光交通株式会社
（法人番号９２３０００
１００８３５８） 代表
者余西孝

富山県砺波市一番町１
－１５

南砺営業所
富山県南砺市山
斐１６３－１

輸送施設の使用停止
（１０日車）

道路運送法第２７条
第３項

令和元年５月３０日、監査実施。５件の違反が認められた。（１）乗
務時間等告示の遵守違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸
規則」）第２１条第１項）（２）点呼の記録義務違反（運輸規則第２
４条第５項）（３）乗務等の記録義務違反（運輸規則第２５条第３
項）（４）運転者に対する指導監督告示による運転者に対する指導監
督義務違反（運輸規則第３８条第１項）（５）運転者に対する指導監
督告示による運転者に対する特別な指導及び適性診断受診義務違反
（運輸規則第３８条第２項）

1 1

乗合バス 2019 10 11

岐阜交通東部株式会社
（法人番号
9200002001439） 代
表者石井靖治

岐阜県岐阜市東鶉３丁
目１７番１号

六軒
岐阜県各務原市
蘇原緑町４－１
６

輸送施設の使用停止
（１０日車）及び文
書警告

道路運送法（以下
「法」）第２７条第
３項

令和元年７月４日、監査方針に基づいて監査実施。２件の違反が認め
られた。（１）特定の運転者に対する指導監督違反（旅客自動車運送
事業運輸規則（以下「運輸規則」）第３８条第２項）、（２）特定の
運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第３８条第２項）

1 1

貸切バス 2019 10 11

ハロー北海道観光株式会
社（法人番号３４３００
０１０７３８１７） 代
表者単宝坤

北海道恵庭市黄金南１
丁目３１３番１３

本社営業所
北海道恵庭市黄
金南１丁目３１
３番１３

文書警告（処分日車
数２０日車のため、
一般貸切旅客自動車
運送事業者に対する
行政処分等の基準
３．（６）による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第２１条第
５項

令和元年８月２０日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を
端緒として監査を実施。１件の違反が認められた。（１）疾病、疲労
等のおそれのある乗務（旅客自動車運送事業運輸規則第２１条第５
項）

8 2

貨物 2019 10 15
株式会社シンケン（法人
番号5040001026440）
代表者大里卓也

千葉県市川市原木２－
１６－９

本社
千葉県市川市原
木２－１６－９

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平成31年4月
4日、監査を実施。3件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵
守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条
第4項）、（2）点呼の記録義務違反（安全規則第7条第5項）、（3）運
転者に対する指導監督違反等（安全規則第10条第1項）

0 0

貸切バス 2019 10 15

株式会社オールスター観
光（法人番号８３８００
０１００７９０８） 代
表者佐藤洋一

福島県田村郡三春町大
字楽内字孝戸６９番地
の２

本社営業所

福島県田村郡三
春町大字楽内字
孝戸６９番地の
２

輸送施設の使用停止
（９０日車）及び文
書警告

道路運送法（以下
「法」）第９条の２
第１項、法第２７条
第３項、法第２９条
の３

平成３１年２月５日及び３月７日、監査方針を端緒として監査を実施
した結果、4件の違反が認められた。（１）運賃料金事前届出、運賃料
金変更事前届出違反（法第９条の２第１項）、（２）運送引受書の交
付義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第７
条の２第１項）、（３）運行指示書による指示義務違反（運輸規則第
２８条の２第１項）、（４）輸送の安全にかかわる情報の公表義務違
反（法第２９条の３）

12 9

貨物 2019 10 16
株式会社和光運輸（法人
番号9030001081160）
代表者田中孝幸

埼玉県川口市北原台３
－１１－２

本社
埼玉県川口市北
原台３－１１－
２

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

死亡事故を引き起こしたことを端緒として平成31年1月24日、監査を実
施。8件の違反が認められた。（1）必要な員数の運転者の確保違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第１
項）、（2）乗務時間等告示の遵守違反（安全規則第3条第4項）、
（3）点呼の記録事項義務違反（安全規則第7条第5項）、（4）乗務等
の記録事項義務違反（安全規則第8条第1項）、（5）運行指示書による
作成義務違反（安全規則第9条の3）、（6）運転者に対する指導監督違
反（安全規則第10条第1項）、（7）事業計画の変更認可違反（貨物自
動車運送事業法（以下「法」）第9条第1項）、（8）事業計画事前届出
違反（法第9条第3項）

4 4

貨物 2019 10 16
有限会社福田運送（法人
番号1050002035179）
代表者福田孝

茨城県常陸太田市大森
町１２５０－５

本社
茨城県常陸太田
市大森町字鶴巻
１２５０－５

輸送施設の使用停止
（150日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成31年3月13日及び同年
4月17日、監査を実施。10件の違反が認められた。（1）疾病のおそれ
のある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）
第3条第6項）、（2）点呼の実施義務違反（安全規則第7条）、（3）乗
務等の記録事項義務違反（安全規則第8条第1項）、（4）運行記録計に
よる記録義務違反（安全規則第9条）、（5）運転者に対する指導監督
違反等（安全規則第10条第1項）、（6）高齢運転者に対する指導監督
違反（安全規則第10条第2項）、（7）高齢運転者に対する適性診断受
診義務違反（安全規則第10条第2項）、（8）整備管理者の研修受講義
務違反（安全規則第15条）、（9）事業計画の変更認可違反（貨物自動
車運送事業法第9条第1項）、（10）報告義務違反（貨物自動車運送事
業報告規則第2条）

15 15

貨物 2019 10 16
鈴木運輸有限会社（法人
番号8040002046591）
代表者鈴木義久

千葉県松戸市松戸新田
５７０－１８

本社
千葉県松戸市松
戸新田５７０－
１８

輸送施設の使用停止
（260日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

行政処分等を受けたにもかかわらず改善が認められないことを端緒と
して、平成31年4月8日及び同年4月15日、監査を実施。14件の違反が
認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）疾病のおそれの
ある乗務（安全規則第3条第6項）、（3）点呼の実施義務違反等（安全
規則第7条）、（4）乗務等の記録義務違反（安全規則第8条第1項）、
（5）乗務等の記録事項義務違反（安全規則第8条第1項）、（6）運行
記録計による記録義務違反（安全規則第9条）、（7）運転者に対する
指導監督違反等（安全規則第10条第1項）、（8）高齢運転者に対する
指導監督違反（安全規則第10条第2項）、（9）高齢運転者に対する適
性診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）、（10）定期点検整備の
実施違反（安全規則第13条）、（11）点検整備記録簿の記載違反（安
全規則第13条）、（12）運送約款の無掲示（貨物自動車運送事業法
（以下「法」）第11条）、（13）事業の健全な発達を阻害する競争の
うち社会保険等に未加入のもの（法第25条第2項）、（14）運賃及び料
金の未届出（貨物自動車運送事業報告規則第2条の2）

38 26

貨物 2019 10 16
有限会社サンシン（法人
番号5030002086204）
代表者暮石貴幸

埼玉県越谷市七左町４
－４０３－１

本社
埼玉県越谷市七
左町４－４０１
－１

輸送施設の使用停止
（90日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平成31年4月
24日、監査を実施。9件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の
遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3
条第4項）、（2）疾病のおそれのある乗務（安全規則第3条第6項）、
（3）点呼の実施義務違反等（安全規則第7条）、（4）乗務等の記録事
項義務違反（安全規則第8条第1項）、（5）運転者に対する指導監督違
反（安全規則第10条第1項）、（6）事故惹起・初任運転者に対する指
導監督違反（安全規則第10条第2項）、（7）初任運転者に対する適性
診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）、（8）事業の健全な発達
を阻害する競争のうち社会保険等に未加入のもの（貨物自動車運送事
業法第25条第2項）、（9）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規
則第2条）

9 9



貨物 2019 10 16
株式会社ミナシア（法人
番号5030001019800）
代表者伊西庸介

埼玉県さいたま市岩槻
区南平野１－２９－１

本社
埼玉県さいたま
市岩槻区南平野
１－２９－１

輸送施設の使用停止
（70日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

行政処分等を受けたにもかかわらず改善が認められないことを端緒と
して、平成31年4月4日、監査を実施。3件の違反が認められた。（1）
乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下
「安全規則」）第3条第4項）、（2）点呼の実施義務違反（安全規則第
7条）、（3）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第
1項）

11 7

貨物 2019 10 16
有限会社椎木商事（法人
番号9050002028497）
代表者椎木香

茨城県潮来市堀之内６
７５－２

延方
茨城県潮来市須
賀南１５０

輸送施設の使用停止
（90日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成31年4月18日及び令和
元年5月30日、監査を実施。12件の違反が認められた。（1）乗務時間
等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）、（2）疾病のおそれのある乗務（安全規則第3条
第6項）、（3）点呼の実施義務違反等（安全規則第7条）、（4）乗務
等の記録義務違反（安全規則第8条第1項）、（5）乗務等の記録事項義
務違反（安全規則第8条第1項）、（6）運行記録計による記録義務違反
（安全規則第9条）、（7）運転者に対する指導監督違反等（安全規則
第10条第1項）、（8）高齢運転者に対する指導監督違反（安全規則第
10条第2項）、（9）高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（安全
規則第10条第2項）、（10）運行管理者の講習受講義務違反（安全規則
第23条第1項）、（11）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第9条第1項）、（12）事業計画事後届出違反（法第9
条第3項）

9 9

貨物 2019 10 16

株式会社スリーエス・サ
ンキュウ（法人番号
9010001110078）代表
者森戸浩司

東京都中央区勝どき６
－５－３山九第二ビル
１階

戸田
埼玉県戸田市笹
目北町１０－２

輸送施設の使用停止
（50日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として令和元年6月
6日、監査を実施。5件の違反が認められた。（1）疾病のおそれのある
乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第
6項）、（2）運転者に対する指導監督違反（安全規則第10条第1項）、
（3）整備管理者の研修受講義務違反（安全規則第15条）、（4）運行
管理者の講習受講義務違反（安全規則第23条第1項）、（5）事故の未
報告（貨物自動車運送事業法第24条、自動車事故報告規則第3条第1
項）

5 5

貨物 2019 10 16
株式会社志紅急便（法人
番号3030001048677）
代表者齋藤敦

埼玉県和光市新倉２－
２３－８３

本社
埼玉県富士見市
大字東大久保１
３８－３

輸送施設の使用停止
（100日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

救護措置義務違反があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平
成31年4月12日、監査を実施。11件の違反が認められた。（1）乗務時
間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全
規則」）第3条第4項）、（2）疾病のおそれのある乗務（安全規則第3
条第6項）、（3）点呼の実施義務違反等（安全規則第7条）、（4）乗
務等の記録事項義務違反（安全規則第8条第1項）、（5）運転者に対す
る指導監督違反（安全規則第10条第1項）、（6）高齢運転者に対する
指導監督違反（安全規則第10条第2項）、（7）初任・高齢運転者に対
する適性診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）、（8）定期点検
整備の実施違反（安全規則第13条）、（9）運行管理者の講習受講義務
違反（安全規則第23条第1項）、（10）事業計画の変更認可違反（貨物
自動車運送事業法（以下「法」）第9条第1項）、（11）事業の健全な
発達を阻害する競争のうち社会保険等に未加入のもの（法第25条第2
項）

10 10

貨物 2019 10 16

北富士農業協同組合（法
人番号
1090005004193）代表
者外川勇

山梨県南都留郡富士河
口湖町船津３１１２－
１（旧：山梨県南都留
郡富士河口湖町船津３
４６３－１）

本社

山梨県南都留郡
富士河口湖町船
津３１１２－１
（旧：山梨県南
都留郡富士河口
湖町船津３４６
３－１）

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として令和元年6月11日及び同年
6月27日、監査を実施。4件の違反が認められた。（1）運転者に対する
指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、
（2）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、
（3）事業計画事後届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）、
（4）事業者の住所の変更未届出（貨物自動車運送事業法施行規則第44
条第1項第5号）

3 3

貨物 2019 10 16

西日本運送有限会社（法
人番号
2290002049699） 代
表者髙尾勇二

福岡県久留米市東合川
1-2-3

本社営業所
福岡県久留米市
田主丸町大字豊
城102

輸送施設の使用停止
（50日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第8
条第1項、法第17条
第1項、法第17条第
4項

令和1年6月19日、監査実施。12件の違反が認められた。(1)事業計画
(配置車両数)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法第8
条第1項)､(2)疾病、疲労等のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸
送安全規則（以下｢安全規則｣）第3条第6項)､(3)運転者台帳の記載事項
義務違反(安全規則第9条の5第1項)､(4)点呼の実施義務違反(安全規則第
7条)､(5)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)､(6)運行指示書
の記載事項義務違反(安全規則第9条の3第1項)､(7)乗務時間等の基準の
遵守違反(安全規則第3条第4項)､(8)乗務時間等の基準なお書き違反(安
全規則第3条第4項)､(9)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第
1項)､(10)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条
第1項)､(11)特定運転者に対する特別な指導監督違反(安全規則第10条第
2項)､(12)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第
2項)

9 5

貨物 2019 10 16
一番運輸株式会社（法人
番号4320001000525）
代表者藤田憲靖

大分県大分市大在2 延岡営業所
宮崎県延岡市牧
町372-3

輸送施設の使用停止
（30日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第8
条第1項、法第17条
第1項、法第17条第
4項、法第18条第3
項

令和1年7月5日、監査実施。11件の違反が認められた。(1)～(2)事業計
画(自動車車庫・配置車両数)に定めるところに従う義務違反(貨物自動
車運送事業法第8条第1項)､(3)運転者台帳の作成義務違反(貨物自動車運
送事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第9条の5第1項)､(4)運転者台帳
の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)､(5)運行管理者の選任(解
任)未届出違反(安全規則第19条)､(6)点呼の実施義務違反(安全規則第7
条)､(7)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)､(8)点呼の記録事項
義務違反(安全規則第7条第5項)､(9)運行指示書に係る（作成、指示、携
行）義務違反(安全規則第9条の3第1項)､(10)乗務時間等の基準の遵守違
反(安全規則第3条第4項)､(11)特定運転者に対する特別な指導監督違反
(安全規則第10条第2項)

3 3

貨物 2019 10 16

有限会社旭志中央運送
（法人番号
3330002017626） 代
表者松岡豊

熊本県菊池市旭志新明
2513

本社営業所
熊本県菊池市旭
志新明2513-1

輸送施設の使用停止
（100日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第8
条第1項、法第11
条、法第17条第1
項、法第17条第4項

令和1年7月23日、監査実施。12件の違反が認められた。(1)事業計画
(自動車車庫)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法(以
下｢法｣)第8条第1項)、(2)運送約款の掲示違反(法第11条)、(3)疾病、疲
労等のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下｢安全
規則｣）第3条第6項)、(4)～(5)点呼の実施等義務違反等(安全規則第7
条)、(6)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(7)乗務等の
記録義務違反(安全規則第8条)、(8)乗務等の記録事項義務違反(安全規
則第8条)、(9)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1
項)、(10)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(11)運
転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1項)、
(12)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項)

10 10

タクシー 2019 10 16
有限会社染谷交通（法人
番号1040002090415）
代表者 染谷 實

千葉県柏市北柏２－１
１－９

本社営業所
千葉県柏市北柏
２－１１－９

輸送施設の使用停止
（40日車）

運送法第27条第3項

平成31年3月5日、死亡事故があった旨公安委員会からの通知を端緒と
して監査を実施。3件の違反が認められた。(1)健康状態の把握義務違反
(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第21条第5項)､(2)点呼
の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)､(3)運転者に対する指導監督義
務違反(運輸規則第38条第1項)

4 4

タクシー 2019 10 16

飛鳥交通第二株式会社
（法人番号
5011401000211） 代
表者 川野 繁

東京都板橋区舟渡３－
２２－７

本社営業所
東京都板橋区舟
渡３－２２－７

輸送施設の使用停止
（10日車）

運送法第27条第3項
令和元年5月13日、法令違反の疑いがあることを端緒として監査を実
施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅
客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

1 1



乗合バス 2019 10 16

神奈川中央交通株式会社
（法人番号：
6021001036307） 代
表者 堀康紀

神奈川県平塚市八重咲
町6-18

舞岡営業所
神奈川県横浜市
戸塚区舞岡町
3511

輸送施設の使用停止
（20日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第1
項

平成30年10月29日及び令和元年6月25日他、死亡事故を引き起こした
ことを端緒に監査を実施。5件の違反が認められた。(1)勤務時間の設定
違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第21条第1項)､(2)
乗務時間等告示の遵守違反(運輸規則第21条第1項)､(3)点呼の記録事項
義務違反(運輸規則第24条第5項)､(4)乗務等の記録の記載事項不備(運輸
規則第25条第1項)､(5)運行管理者に対する指導監督義務違反(運輸規則
第48条の3)

2 2

貸切バス 2019 10 16

株式会社エム・ビー（法
人番号：
6030001001170） 代
表者 森田康士

埼玉県さいたま市南区
曲本5-2-17

東京営業所
東京都板橋区三
園2-13-16-206

輸送施設の使用停止
（120日車）

道路運送法第9条の2
第1項

平成31年2月27日及び平成31年3月5日、定期的な監査を実施。5件の違
反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2第
1項)､(2)運送引受書の交付義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下
｢運輸規則｣)第7条の2第1項)､(3)疾病のおそれのある乗務(運輸規則第21
条第5項)､(4)点呼の実施等義務違反(運輸規則第24条)､(5)運転者に対す
る指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)

12 12

貨物 2019 10 17

トミレ運輸株式会社（法
人番号２２３０００１０
０１９２２） 代表者古
賀義久

富山県富山市清水元町
４－８

黒瀬営業所
富山県富山市黒
瀬北町２－５－
５

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第９条第１項、同
法第１７条第１項及
び同法第１７条第４
項

平成３１年４月２２日、監査実施。３件の違反が認められた。（１）
事業計画変更認可違反（貨物自動車運送事業法施行規則第２条第１項
第４号）（２）疾病、疲労等のおそれのある乗務（貨物自動車運送事
業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第６項）（３）指導監督
告示による運転者に対する指導及び監督違反（安全規則第１０条第１
項）

1 1

タクシー 2019 10 17

北広島第一交通株式会社
（法人番号７４３０００
１０５２３５４） 代表
者西本厚三

北海道北広島市大曲末
広４丁目１番６号

北広島営業
所

北海道北広島市
大曲末広４丁目
１番６号

文書警告
道路運送法第２３条
第３項 他１件

令和元年９月１７日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を
端緒として監査を実施。２件の違反が認められた。（１）運行管理者
の選任解任届出義務違反（道路運送法第２３条第３項）、（２）疾
病・疲労等のおそれのある乗務（旅客自動車運送事業運輸規則第２１
条第５項）

0 0

タクシー 2019 10 17

有限会社ひろせ川交通
（法人番号４３７０００
２０１７４６４） 代表
者川内由信

宮城県仙台市太白区茂
庭字熊野１番地の２

本社営業所
宮城県仙台市太
白区茂庭字熊野
１番地の２

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

令和元年９月１１日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として監査
を実施した結果、2件の違反が認められた。（１）点呼の記録事項義務
違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第２４条第
５項）、（２）運転者に対する指導監督義務違反（運輸規則第３８条
第１項）

0 0

乗合バス 2019 10 17
京福バス株式会社（法人
番号8210001007536）
代表取締役天谷幸弘

福井県福井市日之出５
丁目３－３０

坂井
福井県あわら市
国影３６字１０
６番地

文書警告
道路運送法（以下
「法」）第２７条３
項

令和元年７月５日、監査方針に基づいて監査実施。１件の違反が認め
られた。（１）運転基準図の記載不備（旅客自動車運送事業運輸規則
第２７条第１項）

0 0

乗合バス 2019 10 17

いづみ観光バス株式会社
（法人番号
5210001013850）代表
取締役増田直幸

福井県越前市家久町第
５４号１３番地の２

本社
福井県越前市家
久町５４－１３
－２

文書警告
道路運送法（以下
「法」）第２７条３
項

令和元年７月４日、監査方針に基づいて監査実施。１件の違反が認め
られた。（１）運転基準図の記載不備（旅客自動車運送事業運輸規則
第２７条第１項）

0 0

乗合バス 2019 10 17

富士急静岡バス株式会社
（法人番号
3080101010706 ） 代
表者茂木一郎

静岡県富士市厚原７７
１番地の１

富士宮
静岡県富士宮市
ひばりヶ丘３０
７－１２

輸送施設の使用停止
（１０日車）及び文
書警告

道路運送法（以下
「法」）第２７条第
３項

令和元年７月１６日、監査方針に基づいて監査実施。４件の違反が認
められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反（旅客自動車運送事業
運輸規則（以下「運輸規則」）第２１条第１項）、（２）点呼の記録
記載不備（運輸規則第２４条第５項）、（３）特定の運転者に対する
指導監督違反（運輸規則第３８条第２項）、（４）特定の運転者に対
する適性診断受診義務違反（運輸規則第３８条第２項）

1 1

乗合バス 2019 10 17

遠鉄タクシー株式会社
（法人番号
9080401000839）代表
取締役

静岡県浜松市中区上島
１丁目１１番１５号

浜松西
静岡県浜松市西
区湖東町５６７
１

輸送施設の使用停止
（１０日車）及び文
書警告

道路運送法（以下
「法」）第２７条３
項

令和元年７月１１日、監査方針に基づいて監査実施。４件の違反が認
められた。（１）乗務等の記録義務違反（旅客自動車運送事業運輸規
則（以下「運輸規則」）第２５条）、（２）事業用自動車内の運転者
氏名等掲示義務違反（運輸規則第４２条第１項）、（３）物品の持込
制限、禁止行為に関する掲示義務違反（運輸規則第４２条第２項）、
（４）禁煙表示の掲示義務違反（運輸規則第４２条第３項）

1 1

乗合バス 2019 10 17
名古屋市交通局局長河野
和彦

愛知県名古屋市中区三
の丸３丁目１番地１号

鳴尾
愛知県名古屋市
南区上浜町４０
番地

文書警告
道路運送法第２７条
３項

令和元年７月４日、監査方針に基づいて監査実施。１件の違反が認め
られた。（１）従業員に対する指導監督違反（旅客自動車運送事業運
輸規則第２条３項）

0 0

貨物 2019 10 18

浜北トランスポート株式
会社（法人番号
4080401010347）代表
取締役小野貴寿

静岡県浜松市浜北区尾
野８３４

本社
静岡県浜松市浜
北区尾野８３４

輸送施設の使用停止
（７０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項

令和元年５月１６日、重傷事故を引き起こしたことを端緒として監査
実施。８件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４
項）、（２）健康状態の把握義務違反（安全規則第３条６項）、
（３）点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１項及び第２項）、
（４）点呼の記録記載不備（安全規則第７条第５項）、（５）運転者
台帳の記載不備（安全規則第９条の５第１項）、（６）運転者に対す
る指導監督違反（安全規則第１０条第１項）、（７）特定の運転者に
対する指導監督違反（安全規則第１０条第２項）、（８）特定の運転
者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第１０条第２項）

7 7

貨物 2019 10 21

株式会社サンキュウ・ト
ランスポート・関西（法
人番号
1140001072206）代表
者楠森英樹

兵庫県西宮市西宮浜２
丁目３５番地４

京都
京都府八幡市上
津屋八王子１２
４番地１１

輸送施設の使用停止
（２０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項

平成３１年１月３０日及び同年３月８日、労働局からの通報を端緒に
監査を実施。４件の違反が認められた。（１）乗務時間等の告示の遵
守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第４項）、（２）点
呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条）、
（３）点呼の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条
第５項）、（４）点呼の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第７条第５項）

2 2

貨物 2019 10 21
株式会社川由（法人番号
3150001012563）代表
者川口栄計

奈良県北葛城郡上牧町
大字上牧３４３９－２

本社
奈良県北葛城郡
上牧町大字上牧
３４３９－１０

輸送施設の使用停止
（２０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３１年２月１９日、死亡事故を引き起こしたことを端緒に監査を
実施。４件の違反が認められた。（１）運転者台帳の記載事項義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条の５第１項）、（２）定
期点検整備の実施違反（３ヶ月点検）（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第１３条、道路運送車両法第４８条）、（３）定期点検整備の整
備記録簿記載違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１３条、道路
運送車両法第４９条）、（４）運行管理者の講習受講義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第２３条第１項）

2 2

貨物 2019 10 21
太豊陸業株式会社（法人
番号8150001010645）
代表者安田一清

奈良県橿原市忌部町１
９１－５

本社
奈良県橿原市忌
部町字北浦１９
１－５

輸送施設の使用停止
（７０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項

平成３１年２月７日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。６
件の違反が認められた。（１）乗務時間等の告示の遵守違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第３条第４項）、（２）点呼の記録事項義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第５項）、（３）乗
務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第８
条）、（４）運行指示書の作成義務違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第９条の３第１項）、（５）事故惹起運転者に対する指導監督
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第２項）、（６）事
故惹起運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第１０条第２項）

7 7

貨物 2019 10 23
有限会社青山運送（法人
番号9010802000295）
代表者青山稔

東京都大田区上池台４
－２６－８

本社
東京都大田区上
池台４－２６－
８

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第9条第3項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成31年2月21日、監査を
実施。4件の違反が認められた。（1）運転者に対する指導監督違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（2）事業計画の
変更認可違反（貨物自動車運送事業法）以下「法」）第9条第1項）、
（3）事業計画事後届出違反（法第9条第3項）、（4）報告義務違反
（貨物自動車運送事業報告規則第2条）

1 1



貨物 2019 10 23
関東興業株式会社（法人
番号5030001032745）
代表者入部孝郎

埼玉県加須市細間１０
６－３

本社

埼玉県久喜市鷲
宮５－１７－５
（旧：埼玉県加
須市大字久下１
６７６－３６）

輸送施設の使用停止
（140日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成31年2月8日及び同年2
月22日、監査を実施。11件の違反が認められた。（1）疾病のおそれの
ある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3
条第6項）、（2）点呼の実施義務違反等（安全規則第7条）、（3）乗
務等の記録事項義務違反（安全規則第8条第1項）、（4）運行記録計に
よる記録義務違反（安全規則第9条）、（5）運転者に対する指導監督
違反等（安全規則第10条第1項）、（6）初任運転者に対する適性診断
受診義務違反（安全規則第10条第2項）、（7）定期点検整備の実施違
反（安全規則第13条）、（8）整備管理者の研修受講義務違反（安全規
則第15条）、（9）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法
（以下「法」）第9条第1項）、（10）事業計画事後届出違反（法第9条
第3項）、（11）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）

14 14

貨物 2019 10 23
株式会社唐澤商店（法人
番号9070001030114）
代表者唐澤徳治

群馬県吾妻郡高山村大
字中山４２４９

本社
群馬県吾妻郡高
山村大字中山４
２４９

輸送施設の使用停止
（105日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成31年3月12日、監査を
実施。9件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、
（2）疾病のおそれのある乗務（安全規則第3条第6項）、（3）点呼の
実施義務違反等（安全規則第7条）、（4）乗務等の記録事項義務違反
（安全規則第8条第1項）、（5）運行記録計による記録義務違反（安全
規則第9条）、（6）運行指示書による作成義務違反（安全規則第9条の
3）、（7）運転者に対する指導監督違反等（安全規則第10条第1項）、
（8）定期点検整備の実施違反（安全規則第13条）、（9）報告義務違
反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）

11 11

貨物 2019 10 23

有限会社北東運輸倉庫
（法人番号
2030002012336）代表
者中村和司

埼玉県さいたま市見沼
区丸ヶ崎町３７－１

本社
埼玉県さいたま
市見沼区丸ヶ崎
町３７－１

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

公安委員会からの通知を端緒として、令和元年5月14日、監査を実施。
5件の違反が認められた。（1）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運
送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第7条）、（2）運転者に対
する指導監督違反（安全規則第10条第1項）、（3）事故惹起運転者に
対する指導監督違反（安全規則第10条第2項）、（4）事故惹起運転者
に対する適性診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）、（5）整備
管理者の研修受講義務違反（安全規則第15条）

4 4

貨物 2019 10 23

株式会社タイセイ・エ
フ・ティー関東（法人番
号6030001040474）代
表者相川寅勝

埼玉県八潮市大曽根２
１９８－１

八潮（旧：
羽生）

埼玉県八潮市大
曽根２１９８－
１（旧：埼玉県
羽生市東８－３
－６）

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

死亡事故を引き起こしたことを端緒として令和元年6月12日、監査を実
施。4件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、
（2）疾病のおそれのある乗務（安全規則第3条第6項）、（3）運転者
に対する指導監督違反（安全規則第10条第1項）、（4）運行管理者の
講習受講義務違反（安全規則第23条第1項）

2 2

貨物 2019 10 23
プリンス株式会社（法人
番号8070001030908）
代表者亀山寿嘉

群馬県前橋市富士見町
時沢２９０２－３

本社
群馬県前橋市富
士見町時沢２９
０２－３

輸送施設の使用停止
（130日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成31年2月5日及び同年4
月24日、監査を実施。9件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示
の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）
第3条第4項）、（2）疾病のおそれのある乗務（安全規則第3条第6
項）、（3）点呼の実施義務違反等（安全規則第7条）、（4）運行記録
計による記録義務違反（安全規則第9条）、（5）運転者に対する指導
監督違反（安全規則第10条第1項）、（6）初任運転者に対する適性診
断受診義務違反（安全規則第10条第2項）、（7）定期点検整備の実施
違反（安全規則第13条）、（8）整備管理者の研修受講義務違反（安全
規則第15条）、（9）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法
第9条第1項）

13 13

貨物 2019 10 23
京和運輸株式会社（法人
番号9030001020184）
代表者林良佶

埼玉県戸田市笹目４－
３１－１１

埼玉
埼玉県戸田市笹
目４－３１－１
１

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平成31年4月
18日、監査を実施。4件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の
遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）点呼
の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（3）運
行指示書による作成義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条
の3）、（4）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第1項）

3 3

貨物 2019 10 23
有限会社ヤマタイ（法人
番号7130002012032）
代表者山本泰治

京都府京都市山科区大
宅奥山田８１

大宅

京都府京都市山
科区大宅甲ノ辻
町９３ユース３
２ ２－Ｃ

輸送施設の使用停止
（４０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３１年１月１７日及び同年２月１４日、公安委員会からの通報を
端緒に監査を実施。５件の違反が認められた。（１）乗務時間等の告
示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第４項）、
（２）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７
条）、（３）点呼の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第７条第５項）、（４）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第８条）、（５）運転者台帳の記載事項義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条の５第１項）

4 4

貨物 2019 10 23

内田運送株式会社 （法
人番号
1170001007092）代表
者大浦聖人

和歌山県有田郡湯浅町
大字田２８２

本社吉備

和歌山県有田郡
有田川町大字小
島字向山３３６
－２

輸送施設の使用停止
（１６５日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３１年２月２０日、労働局からの通報を端緒に監査を実施。６件
の違反が認められた。（１）事業計画変更認可違反（自動車車庫の位
置）（貨物自動車運送事業法第９条第１項）、（２）乗務時間等の告
示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第４項）、
（３）点呼の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条
第５項）、（４）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第１０条第１項）、（５）定期点検整備の実施違反
（３ヶ月点検）（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１３条、道路運
送車両法第４８条）、（６）定期点検整備の整備記録簿保存義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１３条、道路運送車両法第４９
条）

17 17

タクシー 2019 10 23

有限会社フラワー観光
（法人番号８１１０００
２００９７２３） 代表
者馬場栄八

新潟県新潟市秋葉区小
口８１３－１

本社営業所
新潟県新潟市秋
葉区小口８１３
－１

輸送施設の使用停止
（２０日車）

道路運送法第２７条
第３項

令和元年８月６日、監査実施。４件の違反が認められた。（１）乗務
時間等告示の遵守違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規
則」）第２１条第１項）（２）乗務等の記録義務違反（運輸規則第２
５条第３項）（３）乗務員台帳の作成、備付け義務違反（運輸規則第
３７条第１項）（４）運転者に対する指導監督告示による運転者に対
する特別な指導及び適性診断受診義務違反（運輸規則第３８条第２
項）

2 2

タクシー 2019 10 23
小川交通有限会社（法人
番号7050002036865）
代表者 渡部 大輔

茨城県守谷市高野６４
６－１

本社営業所
茨城県守谷市高
野６４６－１

輸送施設の使用停止
（40日車）

運送法第27条第3
項、車両法第48条、
運送法第30条第2項

平成31年1月21日及び平成31年1月31日、法令違反の疑いがあることを
端緒として監査を実施。6件の違反が認められた。(1)健康状態の把握義
務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第21条第5項)､
(2)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)､(3)乗務記録の記録事項
の不備(運輸規則第25条)､(4)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規
則第38条第1項)､(5)定期点検整備の未実施(道路運送車両法第48条)､(6)
事業の健全な発達を阻害する競争(道路運送法第30条第2項)

4 4

タクシー 2019 10 23

桶川タクシー有限会社
（法人番号
8030002055569） 代
表者 大野 顕

埼玉県桶川市南１－２
－２３

本社営業所
埼玉県桶川市南
１－２－２３

文書警告 運送法第27条第3項
令和元年9月5日、救護義務違反があった旨公安委員会からの通知を端
緒として監査を実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導
監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0



タクシー 2019 10 23

平和タクシー有限会社
（法人番号
8330002021929） 代
表者西浦聖二

熊本県荒尾市荒尾832-2 本社営業所
熊本県荒尾市荒
尾字上西田832-2

輸送施設の使用停止
（110日車）、文書警
告

道路運送法(以下｢
法｣)第12条第1項、
法第27条第3項、道
路運送車両法(以下｢
車両法｣)第48条、車
両法第49条

令和1年5月31日、監査実施。18件の違反が認められた。(1)苦情処理の
記録の記録義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第
3条第2項）、(2)運賃・料金・運送約款の公示義務違反（運輸規則第4
条第1項）、(3)疾病、疲労等のおそれのある乗務（運輸規則第21条第5
項）、(4)点呼の実施義務違反（運輸規則第24条）、(5)点呼の記録事項
義務違反（運輸規則第24条第5項）、(6)乗務等の記録事項義務違反
（運輸規則第25条）、(7)事故の記録事項不備違反(運輸規則第26条の
2）、(8)乗務員台帳の作成義務違反（運輸規則第37条第1項）、(9)乗務
員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条第1項）、(10)運転者に対
する指導監督違反（運輸規則第38条第1項）、(11)運転者に対する指導
監督の記録又は指導監督の記録保存違反（運輸規則第38条第1項）、
(12)特定運転者に対する特別な指導監督違反（運輸規則第38条第2
項）、(13)特定運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第38
条第2項）、(14)運転者に対する地理、応接の指導監督違反（運輸規則
第39条）、(15)定期点検整備の実施違反（運輸規則第45条、道路運送
車両法第48条）、(16)点検整備記録簿の記載事項義務違反(運輸規則第
45条、道路運送車両法第49条)、(17)整備管理者の研修受講義務違反
（運輸規則第46条）、(18)運行管理者の補助者の要件違反（運輸規則
第47条の9第3項）

11 11

乗合バス 2019 10 23

北海道北見バス株式会社
（法人番号１４６０３０
１０００９１６） 代表
者山村敏之

北海道北見市南町１丁
目５番地４号

本社営業所
北海道北見市南
町１丁目５番地
４号

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第２４条第
５項 他５件

令和元年９月２０日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を
端緒として監査を実施。６件の違反が認められた。（１）点呼の記録
事項義務違反（運輸規則第２４条第５項）、（２）乗務等の記録事項
義務違反（運輸規則第２５条第１項、第４項）、（３）事故の記録事
項義務違反（運輸規則第２６条の２）、（４）乗務員台帳の記載事項
義務違反（運輸規則第３７条第１項）、（５）運転者に対する指導監
督義務違反（運輸規則第３８条第１項）、（６）運転者に対する指導
監督の記録義務違反（運輸規則第３８条第１項）

0 0

貸切バス 2019 10 23

館林観光バス株式会社
（法人番号：
6070001021818） 代
表者 小林道明

群馬県館林市大手町7-
10

千葉営業所
千葉県成田市吉
岡1126-22

輸送施設の使用停止
（60日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第24条第5
項

平成30年11月1日及び平成30年11月9日、定期的な監査を実施。4件の
違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送事業
運輸規則(以下｢運輸規則｣)第21条第1項)､(2)点呼の記録義務違反(運輸
規則第24条第5項)､(3)乗務等の記録の記録事項不備(運輸規則第25条第
2項)､(4)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)

10 6

貸切バス 2019 10 23

中島運輸倉庫株式会社
（法人番号：
7050001010359） 代
表者 中島正太郎

茨城県土浦市木田余
3240-1

本社営業所
茨城県土浦市木
田余3240-1

輸送施設の使用停止
（110日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第2
項

平成31年4月16日及び平成31年4月24日、定期的な監査を実施。6件の
違反が認められた。(1)運行指示書の記載事項不備(旅客自動車運送事業
運輸規則(以下｢運輸規則｣)第28条の2第1項)､(2)運転者に対する指導監
督等義務違反(運輸規則第38条第1項)､(3)高齢運転者に対する特別な指
導義務違反(運輸規則第38条第2項)､(4)高齢運転者に対する適性診断受
診義務違反(運輸規則第38条第2項)､(5)運行管理者に対する講習受講義
務違反(運輸規則第48条の4第1項)､(6)許可等の条件又は期限違反(道路
運送法第86条第1項)

11 11

貸切バス 2019 10 23

株式会社ハート観光（法
人番号：
4040001102465） 代
表者 松井陽一

千葉県船橋市米ヶ崎町
30-1

本社営業所
千葉県船橋市
米ヶ崎町30-1

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

平成31年4月11日、新規許可を端緒に監査を実施。1件の違反が認めら
れた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規
則第38条第1項)

0 0
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株式会社サハッインター
ナショナル（法人番号：
1430001037419） 代
表者 シトゥモランサ
ハッドラス

北海道北広島市西の里
945-2

本社営業所
千葉県市川市塩
焼3-6-7 コーポ
マストミ103号室

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第28条の2
第1項

平成31年4月16日、区域拡大を端緒に監査を実施。2件の違反が認めら
れた。(1)運行指示書の記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則(以
下｢運輸規則｣)第28条の2第1項)､(2)運転者に対する指導監督義務違反
(運輸規則第38条第1項)

0 0
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有限会社筥﨑工業（法人
番号５３８０００２０２
５４１６） 代表者筥﨑
孝義

福島県いわき市鹿島町
下矢田字蓬作３７番地
の１

本社営業所
福島県いわき市
小名浜林城江越
１４番地の５

輸送施設の使用停止
（１０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法第８条第１項

令和元年５月２２日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、2件
の違反が認められた。（１）営業所の位置（運輸局長が指定する区域
外に限る。）の違反（貨物自動車運送事業法施行規則（以下「施行規
則」）第２条第１項第2号）、（２）乗務員の休憩・睡眠施設の位置及
び収容能力違反（施行規則第２条第１項第５号）

1 1

貨物 2019 10 24

株式会社武蔵野物流（法
人番号４０３０００１０
８７１２１） 代表者丑
久保紀美

埼玉県行田市大字真名
板２０５２－１

松本営業所
長野県塩尻市宗
賀本山５２７０
－３

輸送施設の使用停止
（１８０日車）

貨物自動車運送事業
法第９条第１項及び
同法第１７条第４項

平成３１年２月５日、監査実施。１０件の違反が認められた。（１）
事業計画変更認可違反（貨物自動車運送事業法施行規則第２条第１項
第４号）（２）点呼の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
（以下「安全規則」）第７条第１項～第２項）（３）点呼の記録違反
（安全規則第７条第５項）（４）運転者台帳（安全規則第９条の５第
１項）（５）定期点検整備等の未実施（道路運送車両法（以下「車両
法」）第４８条）（６）点検整備記録簿等の記載違反等（車両法第４
９条）

18 18
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株式会社ヨシダ商会（法
人番号
2120102027448）代表
者寺田春夫

大阪府阪南市光陽台３
丁目４番１８号

本社
大阪府泉南郡岬
町淡輪２３４５
－１

輸送施設の使用停止
（１２０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３０年８月２９日及び同年１０月１９日、関係機関からの情報を
端緒に監査を実施。１２件の違反が認められた。（１）事業計画変更
認可違反（自動車車庫の位置）（貨物自動車運送事業法第９条第１
項）、（２）事業計画変更事後届出違反（主たる事務所の位置）（貨
物自動車運送事業法第９条第３項）、（３）健康状態の把握義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第６項）、（４）点呼の実
施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条）、（５）点呼
の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第５項）、
（６）点呼の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
７条第５項）、（７）乗務等の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第８条）、（８）運行記録計による記録義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第９条）、（９）初任運転者及び高齢運転
者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第１０条第２項）、（１０）整備管理者の選任（変更）未届出違反
（道路運送車両法第５２条）、（１１）運行管理者補助者の要件違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１８条第３項）、（１２）運行
管理者の選任（解任）未届出違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第１９条）

12 12
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安全永楽交通株式会社
（法人番号４４３０００
１０００４８０） 代表
者米子典良

北海道札幌市手稲区西
宮の沢２条１丁目６－
３９

本社営業所

北海道札幌市手
稲区西宮の沢２
条１丁目６－３
９

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第３８条第
１項

令和元年１０月２１日、公安委員会からの通報等を端緒として監査を
実施。１件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督違反
（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１項）

0 0
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ダイヤ交通株式会社西
(法人番号
6120001026522)代表者
山田正弘

大阪府大阪市此花区春
日出中1丁目23番16号

本社
大阪府大阪市此
花区春日出中1丁
目23番16号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和元年9月4日、法令違反の疑いを端緒に監査を実施。5件の違反が認
められた。（1）点呼の記録義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則
（以下、「運輸規則」）第24条第5項）、（2）運転者に対する指導監
督義務違反（運輸規則第38条第1項）、(3)運転者に対する地理、応接
指導監督義務違反(運輸規則第39条)、（4）整備管理者の変更届出違反
（運輸規則第45条、道路運送車両法第52条）、（5）指導主任者の届出
義務違反（運輸規則第68条第1項第3号、4号）

0 0
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GQ株式会社(法人番号
2120001193523)代表者
喬善喜

大阪府大阪市旭区大宮
2-25-12

関空営業所
大阪府泉佐野市
鶴原1833-4-
A203

事業停止（49日間）
事業停止((19日間)(一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準4.
（1）①による))、事
業停止(（30日間）
(一般貸切旅客自動車
運送事業者に対する
行政処分等の基準4.
（1）②リによる))

道路運送法第33条第
1項

令和元年5月14日、同年5月31日、同年6月13日及び同年6月26日、法令
違反の疑いを端緒に監査を実施。9件の違反が認められた。(1)名義貸し
(道路運送法(以下、「運送法」)第33条第1項)、(2)運賃料金変更事前届
出違反(運送法第9条の2第1項)、(3)乗務時間等の基準の遵守違反(旅客
自動車運送事業運輸規則(以下、「運輸規則」)第21条第1項)、(4)健康
状態の把握義務違反(運輸規則第21条第5項)、(5)点呼の記録事項義務違
反(運輸規則第24条第5項)、(6)定期点検整備の実施義務違反(運輸規則
第45条、道路運送車両法第48条)、(7)運行管理者の講習(一般講習)受講
義務違反(運輸規則第48条の4第1項)、(8)事業計画の変更認可違反(運送
法第15条第1項)、(9)点呼の実施義務違反(運輸規則第24条第1項、第2
項、第3項)

76 59
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東雲金星国際株式会社
(法人番号
7122001030412)代表者
金香花

大阪府大阪市生野区勝
山南4丁目5番2-302

本社営業所
大阪府八尾市天
王寺屋一丁目50
番

輸送施設の使用停止
(90日車)

道路運送法第20条

令和元年6月19日、新規許可を端緒に監査を実施。6件の違反が認めら
れた。(1)営業区域外旅客運送(道路運送法第20条)、(2)運送引受書の記
載事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、「運輸規則」)第7
条の2第1項)、(3)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(4)
乗務等の記録事項義務違反(運輸規則第25条第1項、第2項、第4項)、(5)
運行記録計による記録義務違反(運輸規則第26条第1項)、(6)運行指示書
の記載事項義務違反(運輸規則第28条の2第1項)

9 9
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ロウズ観光株式会社法人
番号（６２６０００１０
１５２３９）代表者佐藤
雅彦

岡山県倉敷市片島町１
０１８番地１号

本社営業所
岡山県倉敷市片
島町１０１８番
地６号

文書警告（処分日車
数５０日車のため、
一般貸切旅客自動車
運送事業者に対する
行政処分等の基準
３．（６）による）

道路運送法第１５条
第１項道路運送法第
２７条第３項道路運
送車両法第５２条

継続監視の監査対象として、令和元年９月９日及び同年１０月１日に
監査を実施。６件の違反が認められた。（１）事業計画の変更認可違
反（車庫）（道路運送法（以下運送法）第１５条第１項）（２）運送
引受書の記載事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下運輸
規則）第７条の２第１項）（３）運行記録計による記録義務違反（運
輸規則第２６条第１項）（４）運行指示書記載事項義務違反（運輸規
則第２８条の２第１項）（５）運行管理補助者の解任届出義務違反
（運輸規則第６８条）（６）整備管理者の選任（変更）届出義務違反
（道路運送車両法第５２条）

23 5
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飛高運送株式会社（法人
番号5200001025087）
代表取締役都竹太志

岐阜県高山市山田町１
５３９番地の１１

本社
岐阜県高山市新
宮町３５４８－
５

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
２４条

令和元年５月２３日、監査方針に基づいて監査実施。１件の違反が認
められた。（１）事故の報告義務違反（法第２４条）

1 1
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有限会社高山ユニック興
業（法人番号
8180002047519）代表
取締役高山光浩

愛知県名古屋市守山区
新守山１８０４

名古屋
愛知県名古屋市
守山区川宮町２
３番地

輸送施設の使用停止
（４０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条１項、第１７
条第４項

令和元年６月７日、監査方針に基づいて監査実施。７件の違反が認め
られた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、（２）健康状態の
把握義務違反（安全規則第３条６項）、（３）点呼の実施義務違反
（安全規則第７条第１項及び第２項）、（４）点呼の記録記載不備
（安全規則第７条第５項）、（５）運行指示書の作成義務違反（安全
規則第９条の３第１項）、（６）特定の運転者に対する指導監督違反
（安全規則第１０条第２項）、（７）特定の運転者に対する適性診断
受診義務違反（安全規則第１０条第２項）

4 4
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株式会社福島運送（法人
番号4120001026763）
代表者福島博

大阪府大阪市此花区桜
島３－４－６１

本社
大阪府大阪市此
花区梅町２丁目
４－７２

輸送施設の使用停止
（２０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３１年２月１日及び同年３月４日、公安委員会からの通報を端緒
に監査を実施。３件の違反が認められた。（１）点呼の実施義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条）、（２）乗務等の記録義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第８条）、（３）運行管理
者の選任（解任）未届出違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１
９条）

2 2
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有限会社昭和運送（法人
番号6330002025320）
代表者福田祐一

熊本県宇城市三角町前
越962

本店営業所
熊本県宇城市三
角町前越字西崎
962

輸送施設の使用停止
（130日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項、法第17条
第4項、法第60条第
1項

令和1年5月22日、監査実施。10件の違反が認められた。(1)報告義務違
反(貨物自動車運送事業法第60条第1項)､(2)疾病、疲労等のおそれのあ
る乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第3条第6
項)､(3)運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)､(4)運行管
理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項)､(5)点呼の実施義務違
反(安全規則第7条)､(6)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)､(7)
運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)､(8)運転者に対する指
導監督違反(安全規則第10条第1項)､(9)運転者に対する指導監督の記録
又は指導監督の記録保存違反(安全規則第10条第1項)､(10)整備管理者の
研修受講義務違反(安全規則第15条)

13 13
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有限会社宇堅総合開発
（法人番号：
3360002013184）代表
者：神谷光信

沖縄県うるま市字宇堅
１３２１－２

本社営業所
沖縄県うるま市
字宇堅１３２１
－２

輸送施設の使用停止
（５０日車）、文書
警告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項

令和元年5月9日、適正化実施機関の行った巡回指導の評価結果を勘案
し監査を実施。7件の違反が認められた。(1)疾病、疲労等のおそれのあ
る乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下、「安全規則」）第3
条第6項）、(2)点呼の実施違反（安全規則第7条第1項～第3項）、(3)点
呼の記録違反（安全規則第7条第5項）、(4)運転者台帳の記載事項等の
不備（安全規則第9条の5第1項）、(5)運転者に対する指導及び監督違
反（安全規則第10条第1項）、(6)初任運転者に対する特別な指導の実
施義務違反（安全規則第10条第2項）、(7)定期点検整備等の未実施
（安全規則第13条）

5 5
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親切タクシー株式会社
（法人番号
1011301020296） 代
表者 山野 直也

東京都杉並区堀ノ内１
－８－２５

本社営業所
東京都杉並区堀
ノ内１－８－２
５

文書警告 運送法第27条第3項
令和元年10月25日、公安委員会からの通知を端緒として調査を実施。1
件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動
車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0
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平和タクシー有限会社
（法人番号
5480002003964)代表者
山川和秋

徳島県徳島市佐古六番
町４－２６

本社営業所
徳島県徳島市佐
古六番町４－２
６

輸送施設の使用停止
（７２日車)及び文書
警告

道路運送法第27条第
3項

令和元年５月２３日及び同年６月６日、労働局からの通報を端緒とし
て監査を実施したところ、６件の違反が確認された。(1)運転者の健康
状態の把握が確実になされていなかったこと（旅客自動車運送事業運
輸規則（以下「運輸規則」）第21条第5項）、(2)運転者に対する点呼
が確実になされていなかったこと（運輸規則第24条第1項、第2項）、
(3)運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと
（運輸規則第24条第5項）、(4)高齢運転者に対して事業用自動車の運
行の安全を確保するために遵守すべき事項についての特別な指導が不
適切だったこと（運輸規則第38条第2項）、(5)新たに雇い入れした運
転者及び高齢運転者に対して法令で定められた適性診断を受診させて
いなかったこと（運輸規則第38条第2項）、(6)要件を満たさない者が
運行管理者の業務の補助者として点呼を行っていたこと（運輸規則第
47条の9第3項）

8 8

タクシー 2019 10 25

有限会社陣山タクシー
（法人番号
7290802014451） 代
表者木原俊一

福岡県北九州市八幡西
区陣山2-1-15

本社営業所
福岡県北九州市
八幡西区陣山2-
1-15

輸送施設の使用停止
（80日車）、文書警
告

道路運送法(以下
「法」)第16条第1
項、法第27条第3項

平成31年3月20日、監査実施。11件の違反が認められた。(1)事業計画
(配置車両数)に定める業務の確保違反（道路運送法第16条第1項）、(2)
疾病、疲労等のおそれのある乗務（旅客自動車運送事業運輸規則(以下
「運輸規則」)第21条第5項）、(3)点呼の実施義務違反（運輸規則第24
条）、(4)点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条第5項）、(5)乗務
等の記録事項義務違反（運輸規則第25条）、(6)事故の記録事項不備違
反(運輸規則第26条の2）、(7)乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規
則第37条第1項）、(8)運転者に対する指導監督違反（運輸規則第38条
第1項）、(9)特定運転者に対する特別な指導監督違反（運輸規則第38
条第2項）、(10)特定運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則
第38条第2項）、(11)運行管理者の講習受講義務違反（運輸規則第48条
の4第1項）

8 8
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三福タクシー株式会社
（法人番号
3210001014041) 代表
者岩﨑一沖

福井県小浜市千種2丁目
1-13

本社営業所
福井県小浜市千
種2丁目16号71番
地2

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

平成31年3月20日、重傷事故を引き起こしたことを端緒として、監査を
実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反
(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0



貸切バス 2019 10 25
株式会社宝観光バス（法
人番号2330001006812)
代表者リ・キュシク

福岡県糟屋郡志免町南
里二丁目24番6号

大阪営業所
大阪府泉佐野市
日根野2817番地4

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和元年8月21日、区域拡大を端緒に監査を実施。1件の違反が認めら
れた。乗務等の記録義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第25条第1
項、第2項、第4項）

20 0

貸切バス 2019 10 25

有限会社入来観光交通
（法人番号
5340002017334） 代
表者坂元和夫

鹿児島県薩摩川内市入
来町副田5852-7､8

本社営業所
鹿児島県薩摩川
内市入来町副田
5852-7､8

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和1年10月3日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)乗務員台帳
の記載事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第37条第2項）

17 0

貨物 2019 10 28

清栄物流株式会社（法人
番号８４３０００１００
８６０３） 代表者阿部
榮司

北海道札幌市白石区東
米里２０５７－５５

本社営業所

北海道札幌市厚
別区厚別北３条
５丁目１番２－
３０６号

輸送施設の使用停止
（１０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第３条
第４項 他２件

令和元年７月２日及び令和元年７月３１日、その他事故、法令違反、
事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。３件の違反が認められ
た。（１）乗務時間等の基準の遵守義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、（２）点呼の記録
事項義務違反（安全規則第７条第５項）、（３）運転者台帳の記載事
項義務違反（安全規則第９条の５第１項）

1 1

貨物 2019 10 28

有限会社弘富通商（法人
番号８４３０００２０６
１０６４） 代表者冨谷
由美

北海道苫小牧市一本松
町１５番１２０

本社営業所
北海道苫小牧市
一本松町１５番
１２０

輸送施設の使用停止
（２０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第３条
第４項 他４件

令和元年７月１７日、関係機関からの情報を端緒として監査を実施。
５件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４
項）、（２）運行記録計による記録義務違反（安全規則第９条）、
（３）運転者台帳の記載事項義務違反（安全規則第９条の５第１
項）、（４）点検整備記録簿等の記録の保存義務違反（安全規則第１
３条本文関係、第２号）、（５）運行管理者の講習受講義務違反（安
全規則第２３条第１項）

2 2

貨物 2019 10 28

厚岸トラック株式会社
（法人番号４４６０００
１００３００２） 代表
者宮原文憲

北海道厚岸郡厚岸町真
栄２丁目２５６番地

本社営業所
北海道厚岸郡厚
岸町真栄２丁目
２５６番地

輸送施設の使用停止
（５０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第１３
条本文関係 他４件

令和元年７月２３日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を
端緒として監査を実施。５件の違反が認められた。（１）乗務時間等
の基準の遵守義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安
全規則」）第３条第４項）、（２）点呼の記録事項義務違反（安全規
則第７条第５項）、（３）運転者台帳の記載事項義務違反（安全規則
第９条の５第１項）、（４）特定運転者に対する適性診断受診義務違
反（安全規則第１０条第２項）、（５）整備不良車両等運行（安全規
則第１３条本文関係）

5 5

貨物 2019 10 28

紀藤建設運輸株式会社
（法人番号５４３０００
１００９９５０） 代表
者齋藤紀彦

北海道札幌市白石区川
下５９５番地５

本社営業所
北海道札幌市清
田区北野２条１
丁目１１－２９

事業停止（３０日
間）

貨物自動車運送事業
法第２７条第１項

令和元年８月１日、公安委員会からの情報提供を端緒として監査を実
施。１件の違反が認められた。（１）名義貸し（貨物自動車運送事業
法第２７条第１項）

30 30

貨物 2019 10 28
泉海商運株式会社（法人
番号5120101041604）
代表者岡山健治

大阪府和泉市平井町３
０７－１

成田
千葉県成田市大
清水２４８－２

事業停止（30日
間）、輸送施設の使
用停止（85日車）、
輸送の安全確保命令

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがあることを端緒として、令和元年7月10日、監査を実
施。10件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、
（2）点呼の実施義務違反等（安全規則第7条）、（3）乗務等の記録事
項義務違反（安全規則第8条第1項）、（4）運行指示書の記載事項義務
違反（安全規則第9条の3）、（5）運転者に対する指導監督違反等（安
全規則第10条第1項）、（6）定期点検整備の実施違反（安全規則第13
条）、（7）点検整備記録簿の保存義務違反（安全規則第13条）、
（8）整備管理者の研修受講義務違反（安全規則第15条）、（9）運行
管理者に対する指導及び監督違反（安全規則第22条）、（10）事故の
未報告（貨物自動車運送事業法第24条、自動車事故報告規則第3条第1
項）

39 39

貨物 2019 10 28
株式会社丸総（法人番号
5080001014078） 代
表者橋口智規

静岡県榛原郡吉田町神
戸３０７５－１

本社
静岡県榛原郡吉
田町神戸３０７
５－１

文書警告
貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

令和元年９月２５日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として監査
実施。３件の違反が認められた。（１）点呼の記録義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７条第５項）、
（２）点呼の記録記載不備（安全規則第７条第５項）、（３）運転者
に対する指導監督違反（安全規則第１０条第１項）

0 0

貨物 2019 10 28
株式会社紀洋（法人番号
5170001000911）代表
者須磨徳裕

和歌山県和歌山市松江
東４丁目２－４５

湊
和歌山県和歌山
市湊１８５０番
地

輸送施設の使用停止
（２０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項

平成３１年１月３０日及び同年２月１２日、法令違反の疑いがあるこ
とを端緒に監査を実施。３件の違反が認められた。（１）乗務時間等
の告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第４
項）、（２）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第７条）、（３）点呼の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第７条第５項）

2 2
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小田運輸倉庫株式会社
（法人番号
1120101001421） 代
表者小田大造

大阪府堺市西区浜寺石
津町東1-1-15

九州営業所
宮崎県日向市大
字財光寺1343

輸送施設の使用停止
（10日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項、法第17条
第4項

令和1年8月8日、監査実施。4件の違反が認められた。(1)乗務時間等の
基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）
第3条第4項)､(2)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)､(3)乗務等の記録
保存義務違反(安全規則第8条)､(4)運転者台帳の記載事項義務違反(安全
規則第9条の5第1項)

1 1

貨物 2019 10 28

有限会社神谷産業（法人
番号：
6360002010773）代表
者：神谷善高

沖縄県那覇市大道７５
－１

本社営業所
沖縄県南城市玉
城字仲村渠１２
５８ー１

輸送施設の使用停止
（１０日車）、文書
警告

道路運送事業法第１
７条第４項

令和元年7月11日、適正化実施機関の行った巡回指導の評価結果を勘案
し監査を実施。2件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導及び監
督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下、「安全規則」）第
10条第1項）、(2)定期点検整備等の未実施（安全規則第13条）

1 1

タクシー 2019 10 28

大丸交通株式会社（法人
番号４４５０００１００
１７００） 代表者本田
孝治

北海道旭川市緑が丘南
５条１丁目１番２号

本社営業所
北海道旭川市緑
が丘南５条１丁
目１番２号

輸送施設の使用停止
（２１日車）及び文
書警告

旅客自動車運送事業
運輸規則第２１条第
１項 他３件

令和元年６月１０日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を
端緒として監査を実施。４件の違反が認められた。（１）乗務時間等
の基準の遵守義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規
則」）第２１条第１項）、（２）運転者に対する指導監督義務違反
（運輸規則第３８条第１項）、（３）特定運転者に対する適性診断受
診義務違反（運輸規則第３８条第２項）、（４）運転者証の返納義務
違反（タク特法第１６条第１項）

3 3

タクシー 2019 10 28

金星北見ハイヤー株式会
社（法人番号４４６０３
０１０００２１１） 代
表者吉野僚哲

北海道北見市柏陽町５
７７番地５６

本社営業所
北海道北見市柏
陽町５７７番地
５６

輸送施設の使用停止
（１１日車）及び文
書警告

旅客自動車運送事業
運輸規則第２１条第
１項 他２件

令和元年８月２日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を端
緒として監査を実施。３件の違反が認められた。（１）乗務時間等の
基準の遵守義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規
則」）第２１条第１項）、（２）事故の記録事項義務違反（運輸規則
第２６条の２）、（３）運転者に対する指導監督義務違反（運輸規則
第３８条第１項）

2 2
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ハロー北海道観光株式会
社（法人番号３４３００
０１０７３８１７） 代
表者単宝坤

北海道恵庭市黄金南１
丁目３１３番１３

本社営業所
北海道恵庭市黄
金南１丁目３１
３番１３

輸送施設の使用停止
（２０日車）及び文
書警告

旅客自動車運送事業
運輸規則第２１条第
５項 他１件

令和元年８月２０日、新規許可等を端緒として監査を実施。２件の違
反が認められた。（１）疾病・疲労等のおそれのある乗務（旅客自動
車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第２１条第５項）、（２）
乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第２５条第３項、第４項）

2 2

貸切バス 2019 10 28

福島観光自動車株式会社
（法人番号９３８０００
１００６４４６） 代表
者伊藤武博

福島県郡山市横塚２丁
目１番３号

二本松営業
所

福島県二本松市
槻木１７－１

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

令和元年５月２８日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、1件
の違反が認められた。（１）点呼の記録事項義務違反（旅客自動車運
送事業運輸規則第２４条第５項）

0 0

貸切バス 2019 10 28
銀河交通株式会社（法人
番号7120101034564）
代表者中村剛

大阪府南河内郡河南町
大字一須賀776-1

福岡営業所
福岡県糟屋郡志
免町志免中央1-
13-28

文書警告（処分日車
数４０日車のため、
一般貸切旅客自動車
運送事業者に対する
行政処分等の基準
３．（６）による）

道路運送法第27条第
3項

令和1年8月21日、監査実施。5件の違反が認められた。(1)乗務員台帳
の記載事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第
37条第2項）､(2)点呼の実施義務違反（運輸規則第24条）､(3)点呼の記
録事項義務違反（運輸規則第24条第5項）､(4)運転者に対する指導監督
違反（運輸規則第38条第1項）､(5)運送引受書の記載事項不備違反（運
輸規則第7条の2第1項）

4 4
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有限会社岩内海同運輸
（法人番号９４３０００
２０５７４１７） 代表
者酒井良子

北海道岩内郡岩内町字
御崎６番地４

本社営業所
北海道岩内郡岩
内町字御崎６番
地４

輸送施設の使用停止
（６０日車）

道路運送法第９条の
２第１項

令和元年５月２７日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を
端緒として監査を実施。１件の違反が認められた。（１）運賃料金事
前届出、運賃料金変更事前届出違反（道路運送法第９条の２第１項）

6 6
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株式会社笹原商店（法人
番号８３７０３０１００
２２８７） 代表者笹原
克彦

宮城県石巻市和渕字笈
入４２番地

本社営業所
宮城県石巻市和
渕字笈入４２番
地

輸送施設の使用停止
（２０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項、法第
１７条第４項

平成３０年１１月１２日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として
監査を実施した結果、3件の違反が認められた。（１）疾病・疲労等の
おそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第３条第６項）、（２）運転者に対する指導監督義務違反（安
全規則第１０条第１項）、（３）事故惹起運転者及び初任運転者に対
する指導義務違反（安全規則第１０条第２項）

2 2
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株式会社軽商運輸（法人
番号６１１０００１０１
２５７２） 代表者今井
伸男

新潟県北蒲原郡聖籠町
蓮潟５３７３－４

本社営業所
新潟県北蒲原郡
聖籠町蓮潟５３
７３－４

輸送施設の使用停止
（１３０日車）

貨物自動車運送事業
法第９条第１項、同
法第１７条第１項及
び同法第１７条第４
項

令和元年８月２１日、監査実施。１０件の違反が認められた。（１）
事業計画変更認可違反（貨物自動車運送事業法施行規則第２条第１項
第４号）（２）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）（３）乗務時間等告示
なお書きの遵守違反（一運行の勤務時間）（安全規則第３条第４項）
（４）疾病、疲労等のおそれのある乗務（安全規則第３条第６項）
（５）点呼の実施違反（安全規則第７条第１項～第３項）（６）点呼
の記録違反（安全規則第７条第５項）（７）乗務等の記録違反（安全
規則第８条）（８）運行記録計による記録違反（安全規則第９条）
（９）運行指示書（安全規則第９条の３第１項）

13 13
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ノバ・エキスプレス株式
会社（法人番号
6010801009555）代表
者大越みゆき

東京都港区芝浦２－１
－１３ダイトー本社ビ
ル別館３F

千葉

千葉県市川市行
徳駅前２－２１
－２２行徳マン
ション１０４０

輸送施設の使用停止
（140日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第5項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平成30年12
月7日及び令和元年7月5日、監査を実施。9件の違反が認められた。
（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）点呼の実施義務違反等（安
全規則第7条）、（3）点呼の記録の改ざん・不実記載違反（安全規則
第7条第5項）、（4）運行記録計による記録義務違反（安全規則第9
条）、（5）運転者に対する指導監督違反等（安全規則第10条第1
項）、（6）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第10
条第2項）、（7）運行管理者に対する指導及び監督違反（安全規則第
22条）、（8）事故の未報告（貨物自動車運送事業法（以下「法」）第
24条、自動車事故報告規則第3条第1項）、（9）事業計画の変更認可違
反（法第9条第1項）

14 14
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株式会社ランイング（法
人番号
7030001039912）代表
者髙橋澄江

埼玉県草加市青柳２－
６－９

本社
埼玉県草加市青
柳２－６－９

輸送施設の使用停止
（70日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成31年2月26日、監査を
実施。8件の違反が認められた。（1）疾病のおそれのある乗務（貨物
自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第6項）、
（2）点呼の実施義務違反等（安全規則第7条）、（3）運転者に対する
指導監督違反（安全規則第10条第1項）、（4）初任運転者に対する適
性診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）、（5）整備管理者の研
修受講義務違反（安全規則第15条）、（6）運行管理者の講習受講義務
違反（安全規則第23条第1項）、（7）事業の健全な発達を阻害する競
争のうち社会保険等に未加入のもの（貨物自動車運送事業法第25条第2
項）、（8）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）

7 7
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有限会社中島リース（法
人番号
5070002007453）代表
者中島典之

群馬県前橋市山王町５
９

本社
群馬県前橋市山
王町５９

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として令和元年5月
23日及び同年7月2日、監査を実施。2件の違反が認められた。（1）点
呼の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第7条第5項）、（2）運転者に対する指導監督違反（安全規則第
10条第1項）

1 1
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株式会社マーク（法人番
号3490001001169)代表
者秋澤和則

高知県高知市北端町９
８－１０

本社営業所
高知県南国市小
籠７７８－１

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和元年１０月１８日、労働局と合同で監査を実施したところ、２件
の違反が確認された。(1)運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が
不適切であったこと（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全
規則」）第7条第5項）、(2)運転者台帳の作成が確実になされていな
かったこと（安全規則第9条の5第1項）

0 0
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群馬セイワ観光株式会社
（法人番号：
9070001011519） 代
表者 高橋朱実

群馬県高崎市下斉田町
字重土薬師410

東京営業所
東京都あきる野
市瀬戸岡459-12

輸送施設の使用停止
（235日車）

道路運送法第9条の2
第1項

平成31年2月4日及び平成31年2月13日、定期的な監査を実施。9件の違
反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法(以下｢運送
法｣)第9条の2第1項)､(2)事業計画の事前変更届出違反(運送法第15条第3
項)､(3)営業区域外旅客運送(運送法第20条)､(4)運行管理者の選任義務
違反(運送法第23条第1項)､(5)乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運
送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第21条第1項)､(6)点呼の実施等義務違
反(運輸規則第24条)､(7)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第
38条第1項)､(8)初任運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38
条第2項)､(9)定期点検整備等の未実施(運輸規則第45条第1号)

46 24
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ローランド観光バス株式
会社（法人番号：
4070001017999） 代
表者 蜂巣和美

群馬県渋川市有馬1680-
1

本社営業所
群馬県渋川市有
馬1680-1

文書警告（処分日車
数50日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3.(6)
による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第24条第5
項

平成30年10月23日及び平成31年2月18日、定期的な監査を実施。2件の
違反が認められた。(1)点呼の記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規
則(以下｢運輸規則｣)第24条第5項)､(2)運転者に対する指導監督義務違反
(運輸規則第38条第1項)

28 5
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有限会社みつわ交通（法
人番号：
2050002026714） 代
表者 増古幹夫

茨城県鹿嶋市猿田227 本社営業所
茨城県鹿嶋市大
字宮中4594-3

輸送施設の使用停止
（60日車）

道路運送法第9条の2
第1項

令和元年5月22日、定期的な監査を実施。4件の違反が認められた。(1)
運賃料金変更事前届出違反(道路運送法9条の2第1項)､(2)運送引受書の
記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第7条の
2第1項)､(3)運行指示書の記載事項不備(運輸規則第28条の2第1項)､(4)
運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)

6 6
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有限会社坂戸自動車工業
（法人番号：
5050002044093） 代
表者 稲川安雄

茨城県桜川市西飯岡
572-2

本社営業所
茨城県桜川市西
飯岡572-2

輸送施設の使用停止
（60日車）

道路運送法第9条の2
第1項

令和元年5月27日、定期的な監査を実施。5件の違反が認められた。(1)
運賃料金変更事前届出違反(道路運送法9条の2第1項)､(2)運送引受書の
記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第7条の
2第1項)､(3)疾病のおそれのある乗務(運輸規則第21条第5項)､(4)運行指
示書の記載事項不備(運輸規則第28条の2第1項)､(5)運転者に対する指導
監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)

6 6
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有限会社東九州交通（法
人番号
1350002012577） 代
表者岸上昭二

宮崎県延岡市土々呂町
6-1624､1627

本社営業所
宮崎県延岡市
土々呂町6-1624､
1627

文書警告（処分日車
数５０日車のため、
一般貸切旅客自動車
運送事業者に対する
行政処分等の基準
３．（６）による）

道路運送法第27条第
3項

令和1年10月10日、監査実施。5件の違反が認められた。(1)乗務員台帳
の記載事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第
37条第1項）､(2)点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条第5項）､
(3)運転者に対する指導監督違反（運輸規則第38条第1項）､(4)運転者に
対する指導監督の記載事項義務違反（運輸規則第38条第1項）､(5)特定
運転者に対する特別な指導監督違反（運輸規則第38条第2項）

7 5
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昭和タクシー株式会社
（法人番号２３８０００
１００９３９７） 代表
者安斎文彦

福島県二本松市成田町
１丁目７５３番地の３

本社営業所

福島県二本松市
成田町１丁目７
５３番地の４、
７５３番地の５

輸送施設の使用停止
（１１０日車）及び
文書警告

道路運送法（以下
「法」）第９条の２
第１項、法第２７条
第３項

平成３１年４月９日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、6件
の違反が認められた。（１）運賃料金事前届出、運賃料金変更事前届
出違反（法第９条の２第１項）、（２）疾病・疲労等のおそれのある
乗務（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第２１条第
５項）、（３）運行指示書の記載事項義務違反（運輸規則第２８条の
２第１項）、（４）乗務員台帳の作成義務違反（運輸規則第３７条第
１項）、（５）運転者に対する指導監督義務違反（運輸規則第３８条
第１項）、（６）運行管理補助者の選任解任届出違反（運輸規則第６
８条）

11 11
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虎己輸送有限会社（法人
番号9200002012956 ）
代表取締役林聖己

岐阜県大垣市草道島町
４８１

本社
岐阜県大垣市草
道島町字南出口
４８１

文書警告
貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項

平成３１年４月５日、関係機関からの通報を端緒として監査実施。１
件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第３条第４項）

0 0
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幸和運輸株式会社（法人
番号1080001015897）
代表者竹内裕巳

静岡県焼津市飯淵１３
６３番の１

本社
静岡県焼津市飯
淵字中区１３６
３番の１

輸送施設の使用停止
（３０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項

令和元年６月２５日、監査方針に基づいて監査実施。３件の違反が認
められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、（２）運転者に
対する指導監督違反（安全規則第１０条第１項）、（３）事故の報告
義務違反（法第２４条）

3 3
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有限会社六甲マリンサー
ビス（法人番号
5140002025670）代表
者井筒清治

兵庫県神戸市灘区神前
町３丁目５番２号

本社
兵庫県神戸市灘
区神前町３丁目
５－２

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成３１年２月２８日、死亡事故を引き起こしたことを端緒に監査を
実施。６件の違反が認められた。（１）点呼の実施義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第７条）、（２）点呼の記録事項義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第７条第５項）、（３）乗務等の
記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第８条）、
（４）運転者台帳の記載事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第９条の５第１項）、（５）運転者に対する指導監督違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第１０条第１項）、（６）報告義務違反
（貨物自動車運送事業法第６０条第１項）

1 1
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株式会社三木物流（法人
番号9470001009704)代
表者福井彰裕

香川県坂出市林田町４
２８５－３１０

本社営業所
香川県坂出市林
田町４２８５－
３１０

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和元年９月２４日、公安委員会からの通報を端緒として監査を実施
したところ、３件の違反が確認された。(1)運転者に対する点呼の実施
結果の記録内容が不適切であったこと（貨物自動車運送事業輸送安全
規則（以下「安全規則」）第7条第5項）、(2)運行指示書に記載すべき
事項が不適切であったこと（安全規則第9条の3第1項、第2項、第3
項）、(3)運転者台帳について定められた事項の記録が不適切であった
こと（安全規則第9条の5第1項）

0 0

貨物 2019 10 30

株式会社シコクセイカ高
速（法人番号
4470001001855)代表者
森川義仁

香川県高松市勅使町２
７９－１

本社営業所
香川県高松市勅
使町２７９－１

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和元年９月２７日、公安委員会からの通報を端緒として監査を実施
したところ、１件の違反が確認された。(1)運行指示書に記載すべき事
項が不適切であったこと（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3
第1項、第2項、第3項）

0 0

タクシー 2019 10 30

株式会社泉交通（法人番
号２３７０００１０００
４４８） 代表者笹川和
男

宮城県仙台市泉区北中
山４丁目１４番地の１

本社営業所
宮城県仙台市泉
区北中山４丁目
１４番地の１

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

令和元年１０月３０日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実
施した結果、1件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督
義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１項）

1 0

タクシー 2019 10 30
日吉交通株式会社（法人
番号5011801004084）
代表者 日暮 芳春

東京都葛飾区堀切１－
４２－１８

本社営業所
東京都葛飾区堀
切１－４２－１
８

文書警告 運送法第27条第3項
令和元年10月30日、公安委員会からの通知を端緒として調査を実施。1
件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動
車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

タクシー 2019 10 30
小豆島交通株式会社（法
人番号1470001012161)
代表者木村尚和

香川県小豆郡土庄町甲
５８７３－１０

本社営業所
香川県小豆郡土
庄町甲５８７３
－１０

輸送施設の使用停止
（２０日車)及び文書
警告

道路運送法第27条第
3項、第94条第1項

令和元年８月８日、旅客自動車運送事業に関する監査方針に基づき監
査を実施したところ、９件の違反が確認された。(1)旅客に対する公平
かつ懇切な取扱いに反して対応が不適切であったこと（旅客自動車運
送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第2条第2項）、(2)運転者に対す
る点呼が確実になされていなかったこと（運輸規則第24条第1項、第2
項）、(3)運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であった
こと（運輸規則第24条第5項）、(4)運転者の乗務について定められた
事項の記録が不適切であったこと（運輸規則第25条第3項、第4項）、
(5)高齢運転者に対して事業用自動車の運行の安全を確保するために遵
守すべき事項についての特別な指導が不適切だったこと（運輸規則第
38条第2項）、(6)高齢運転者に対して法令で定められた適性診断を受
診させていなかったこと（運輸規則第38条第2項）、(7)指導主任者に
よる指導の記録が確実になされていなかったこと（運輸規則第38条第2
項）、(8)整備管理者の解任の届け出をしていなかったこと（道路運送
車両法第52条）、(9)事業報告書の提出をしていなかったこと（道路運
送法第94条第1項）

2 2

貸切バス 2019 10 30

ＪＯＥＵＮＢＵＳ株式会
社（法人番号
6060001019994） 代
表者西山祐志

東京都台東区浅草橋4-
2-2

福岡営業所
福岡県博多区榎
木1-4-72

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和1年7月22日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)乗務員台帳
の記載事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第37条第2項）

12 0

貨物 2019 10 31

総合運輸株式会社（法人
番号３４４０００１００
１０６６） 代表者綱嶋
俊雄

北海道函館市北浜町８
－１５

本社営業所
北海道函館市北
浜町８－１５

文書警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第７条
第１項、第２項 他
４件

令和元年１０月１８日、関係機関からの情報を端緒として監査を実
施。５件の違反が認められた。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７条第１項、第２
項）、（２）点呼の記録事項義務違反（安全規則第７条第５項）、
（３）運転者台帳の作成義務違反（安全規則第９条の５第１項）、
（４）運転者に対する指導監督の記録事項義務違反（安全規則第１０
条第１項）、（５）特定運転者に対する適性診断受診義務違反（安全
規則第１０条第２項）

0 0

貨物 2019 10 31
株式会社西興運輸（法人
番号6290001036744）
代表者室誠治

福岡県糟屋郡新宮町大
字立花口427-1

本社営業所
福岡県糟屋郡新
宮町大字立花口
427-1

輸送施設の使用停止
(40日車)、文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項、法第17条
第4項

令和1年7月23日、監査実施。7件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下｢安全規
則｣）第3条第4項)､(2)疾病、疲労等のおそれのある乗務(安全規則第3条
第6項)､(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)､(4)点呼の記録事項義
務違反(安全規則第7条第5項)､(5)運行指示書に係る（作成、指示、携
行）義務違反(安全規則第9条の3第1項)､(6)運転者台帳の記載事項義務
違反(安全規則第9条の5第1項)､(7)運転者に対する指導監督違反(安全規
則第10条第1項)

4 4

貨物 2019 10 31
株式会社結心（法人番号
2180001133011) 代表
者中園祐也

愛知県名古屋市港区小
賀須二丁目1508

本社営業所
愛知県海部郡蟹
江町大字今字川
東上115-303号

文書警告
貨物自動車運送事業
法施行規則第6条第1
項第1号

令和元年9月19日､監査方針に基づき､監査を実施｡2件の違反が認められ
た｡(1)配置車両数違反(貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1
号)､(2)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第9条)

0 0

タクシー 2019 10 31

大宝タクシー株式会社
（法人番号
9120001006819）代表
者宝上能史

大阪府大阪市住之江区
北加賀屋5丁目5番28号

本社
大阪府大阪市住
之江区北加賀屋5
丁目5番28号

輸送施設の使用停止
（48日車）

道路運送法第13条
令和元年6月27日、近畿運輸局において苦情を端緒に調査を実施。１件
の違反が認められた。運送引受義務違反（道路運送法第13条）

6 5

タクシー 2019 10 31

嘉穂タクシー株式会社
（法人番号
2290001045204） 代
表者松岡光昭

福岡県嘉麻市上山田
992-2

本社営業所
福岡県嘉麻市上
山田992-2

輸送施設の使用停止
（10日車）、文書警
告

道路運送第27条第3
項、道路運送車両法
第52条

令和1年8月22日、監査実施。9件の違反が認められた。(1)点呼の記録
義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第24条第5
項）､(2)点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条第5項）､(3)乗務員
台帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条第1項）､(4)運転者に対する
指導監督違反（運輸規則第38条第1項）､(5)運転者に対する指導監督の
記録又は指導監督の記録保存違反（運輸規則第38条第1項）､(6)運転者
に対する指導監督の記載事項義務違反（運輸規則第38条第1項）､(7)特
定運転者に対する特別な指導監督違反（運輸規則第38条第2項）､(8)特
定運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第38条第2項）､(9)
整備管理者の選任（変更）未届出違反（運輸規則第45条、道路運送車
両法第52条）

1 1

貸切バス 2019 10 31

新下関観光バス株式会社
法人番号（７２５０００
１０１７４８２）代表者
西田剛

山口県下関市菊川町大
字楢崎９４４

本社本店
山口県下関市菊
川町大字楢崎９
４４

文書警告（処分日車
数４０日車のため、
一般貸切旅客自動車
運送事業者に対する
行政処分等の基準
３．（６）による）

道路運送法第２７条
第３項

継続監視の監査対象として、令和元年１０月４日及び令和元年１０月
９日に監査を実施。１件の違反が認められた。（１）点呼の実施義務
違反（旅客自動車運送事業運輸規則第２４条第１項、第２項及び第３
項）

6 4



貨物 2019 11 1

石橋運送有限会社（法人
番号６４２０００２００
６１６２） 代表者石橋
祥光

青森県三戸郡階上町大
字道仏字大蛇長根４番
地４１

階上営業所

青森県三戸郡階
上町大字道仏字
大蛇長根４番地
４１

輸送施設の使用停止
（１２０日車）及び
文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
９条第３項、第１７
条第４項、法第１８
条第３項、法第２５
条第２項、及び法第
６０条第１項

平成３１年１月１５日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、
13件の違反が認められた。（１）各営業所に配置する事業用自動車の
種別ごとの数違反（貨物自動車運送事業法施行規則第６条第１項第１
号）、（２）点呼の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
（以下「安全規則」）第７条第５項）、（３）点呼の記録事項義務違
反（安全規則第７条第５項）、（４）点呼の記録保存義務違反（安全
規則第７条第５項）、（５）運転者台帳の規定事項の記載違反（安全
規則第９条の５第１項）、（６）運転者に対する指導監督義務違反
（安全規則第１０条第１項）、（７）運転者に対する指導監督の記録
違反（安全規則第１０条第１項）、（８）整備管理者の選任（変更）
未届出違反（安全規則第１３条及び道路運送車両法第５２条）、
（９）定期点検整備の実施違反（安全規則第１３条及び道路運送車両
法第４８条）、（１０）整備管理者の研修受講義務違反（安全規則第
１５条）、（１１）運行管理者の選任（解任）未届出違反（安全規則
第１９条）、（１２）社会保険等加入義務違反（法第２５条第２
項）、（１３）報告義務違反（法第６０条第１項）

12 12

貨物 2019 11 1

有限会社エスケー（法人
番号２３９０００２００
７０７７） 代表者黒石
敏

山形県酒田市泉町１１
番２１号

本社営業所
山形県飽海郡遊
佐町比子字白木
１番２２１

輸送施設の使用停止
（２０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項、法第
１７条第４項

平成３０年１２月１８日、監査方針を端緒として監査を実施した結
果、5件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４
項）、（２）点呼の記録事項義務違反（安全規則第７条第５項）、
（３）運行指示書の作成義務違反（安全規則第９条の３第１項）、
（４）運転者台帳の記載事項義務違反（安全規則第９条の５第１
項）、（５）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第１０条第
１項）

2 2

貨物 2019 11 1
有限会社柿本建材（法人
番号3330002028359）
代表者柿本利夫

熊本県天草市本渡町大
字広瀬1980

本社営業所
熊本県天草市本
渡町大字広瀬
1980-2

輸送の安全確保命
令、輸送施設の使用
停止（240日車）、文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第8
条第1項、法第17条
第1項、法第17条第
4項、法第60条第1
項、道路運送車両法
（以下｢車両法｣）第
40条～第43条、車
両法第47条、車両法
第48条

平成31年3月14日、監査実施。14件の違反が認められた。(1)事業計画
(自動車車庫)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法
（以下｢法｣）第8条第1項)、(2)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動
車運送事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第3条第4項)、(3)疾病、疲
労等のおそれのある乗務(安全規則第3条第6項)、(4)点呼の実施義務違
反(安全規則第7条)、(5)アルコール検知器の常時有効保守義務違反(安
全規則第7条第4項)、(6)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、
(7)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(8)運転者台帳の
作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(9)運転者に対する指導監督違
反(安全規則第10条第1項)、(10)特定運転者に対する特別な指導監督違
反(安全規則第10条第2項)、(11)特定運転者に対する適性診断受診義務
違反(安全規則第10条第2項)、(12)報告義務違反(法第60条第1項)、(13)
整備不良車両等違反(安全規則第13条､道路運送車両法（以下｢車両
法｣）第40条～第43条、車両法第47条)、(14)定期点検整備の実施違反
(安全規則第13条､車両法第48条)

24 24

貸切バス 2019 11 1
株式会社大寅（法人番号
6120001211941)代表者
大野創世

大阪府大阪市大正区千
島1丁目23番10号

本社営業所
大阪府大阪市大
正区千島3-11-
13-6F

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和元年8月29日、新規許可を端緒に監査を実施。2件の違反が認めら
れた。（1）健康状態の把握義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則
（以下、「運輸規則」）第21条第5項）、（2）乗務等の記録事項義務
違反（運輸規則第25条第1項、第2項、第4項）

0 0

貸切バス 2019 11 1
晃麓観光有限会社（法人
番号6060002016090）
代表者大島洲美子

栃木県日光市藤原85 本社営業所
栃木県日光市藤
原85

輸送の安全確保命令
道路運送法第27条第
4項

令和元年9月27日及び令和元年9月30日他、定期的な監査を実施。違反
が認められたため、令和元年11月1日、指摘事項確認監査を実施。是正
措置が講じられていないことが確認されたため。

33 －

貨物 2019 11 5

ＮＡＶＩＸサービス株式
会社（法人番号８３７０
００１０１６１２５）
代表者藤原裕嗣

宮城県仙台市若林区卸
町東１丁目１番５５号

本社営業所
宮城県仙台市若
林区卸町東１丁
目１００１－８

文書警告
貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

令和元年９月６日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として監査を
実施した結果、2件の違反が認められた。（１）点呼の実施義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７条第１
項）、（２）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第１０条第
１項）

0 0

貨物 2019 11 5
株式会社肥後産業（法人
番号9340001003579）
代表者肥後貴哉

鹿児島県鹿児島市谷山
港3-4-13

福岡支店
福岡県糟屋郡久
山町大字久原
3233

輸送施設の使用停止
（40日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項、法第17条
第4項

令和1年9月4日、監査実施。8件の違反が認められた。(1)乗務時間等の
基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）
第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(3)点呼の記録
事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(4)乗務等の記録義務違反(安全規
則第8条)、(5)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(6)事
故の記録事項義務違反(安全規則第9条の2)、(7)運転者台帳の記載事項
義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(8)運転者に対する指導監督違反
(安全規則第10条第1項)

4 4

タクシー 2019 11 5 HIRO交通（二宮弘行）
愛知県長久手市前熊寺
田

HIRO交通
愛知県長久手市
前熊寺田

輸送施設の使用停止
（20日車）及び文書
警告

道路運送法（以下
「法」）第9条の3第
1項

令和元年8月1日、監査方針に基づいて監査実施。3件の違反が認められ
た。(1)運賃収受不適切（法第9条の3第1項）、(2)乗務等の記録記載不
備（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第25条3項）、
(3)特定の旅客に対する不当な差別的取扱い（法第30条第3項）

2 2

貨物 2019 11 6

有限会社ストロングワー
ク（法人番号
2012402011514）代表
者三坂真壽美

東京都調布市菊野台２
－３５－２６

本社
東京都調布市菊
野台２－３５－
２６－２０８

輸送施設の使用停止
（90日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下
「安全規則」）第3
条第6項

法令違反の疑いがあることを端緒として、平成30年12月18日及び同年
12月27日、監査を実施。5件の違反が認められた。（1）疾病のおそれ
のある乗務（安全規則第3条第6項）、（2）点呼の実施義務違反等（安
全規則第7条）、（3）運転者に対する指導監督違反（安全規則第10条
第1項）、（4）定期点検整備の実施違反（安全規則第13条）、（5）事
業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）

9 9

貨物 2019 11 6

株式会社ライフサポー
ト・エガワ（法人番号
3010001011579）代表
者佐藤宏造

東京都千代田区外神田
４－５－４

戸田
埼玉県戸田市美
女木東１－５

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下
「安全規則」）第3
条第4項

法令違反の疑いがあることを端緒として、平成30年9月12日及び平成31
年3月13日、監査を実施。4件の違反が認められた。（1）乗務時間等告
示の遵守違反（安全規則第3条第4項）、（2）点呼の記録保存義務違反
（安全規則第7条第5項）、（3）乗務等の記録保存義務違反（安全規則
第8条第1項）、（4）運行記録計による記録保存義務違反（安全規則第
9条）

1 1

貨物 2019 11 6
早川運輸株式会社（法人
番号3100001008260）
代表者早川駒男

長野県南佐久郡川上村
大字御所平８４３

埼玉

埼玉県入間郡三
芳町大字藤久保
７００－１３
コーポ・ウィス
テリア２０２

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

過積載運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として令和元年8
月27日、監査を実施。1件の違反が認められた。（1）過積載運送（貨
物自動車運送事業法第17条第3項）

4 4

貨物 2019 11 6

有限会社カズトランス
ポート（法人番号
3080402007896 ） 代
表者内山雄一朗

静岡県浜松市中区中央
二丁目7番17号

本社
静岡県浜松市浜
北区竜南521

輸送施設の使用停止
（40日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項第2号

令和元年5月27日、監査方針に基づいて監査実施。6件の違反が認めら
れた。(1)事業計画変更認可違反【車庫】（法第9条第1項）、(2)乗務時
間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安
全規則」）第3条第4項）、(3)点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1
項及び第2項）、(4)点呼の記録記載不備（安全規則第7条第5項）、(5)
運行記録計による記録義務違反（安全規則第9条）、(6)運転者台帳の記
載不備（安全規則第9条の5第1項）

4 4



貸切バス 2019 11 6

群馬セイワ観光株式会社
（法人番号：
9070001011519） 代
表者 高橋朱実

群馬県高崎市下斉田町
字重土薬師410

本社営業所
群馬県高崎市下
斉田町字重土薬
師410

輸送施設の使用停止
（220日車）

道路運送法第9条の2
第1項

平成31年2月12日及び平成31年2月26日、定期的な監査を実施。11件の
違反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法(以下｢運
送法｣)第9条の2第1項)､(2)事業計画の事前変更届出違反(運送法第15条
第3項)､(3)営業区域外旅客運送(運送法第20条)､(4)運行管理補助者の届
出義務違反(運送法第23条第3項)､(5)乗務時間等告示の遵守違反(旅客自
動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第21条第1項)､(6)点呼の実施等
義務違反(運輸規則第24条)､(7)運行記録計による記録義務違反(運輸規
則第26条第1項)､(8)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38
条第1項)､(9)定期点検整備等の未実施(運輸規則第45条)､(10)整備管理
者の研修受講義務違反(運輸規則第46条)､(11)報告義務違反(運送法第94
条第1項)

46 22

貸切バス 2019 11 6

三球観光株式会社（法人
番号：
2240001023016） 代
表者 坂井田勝利

広島県東広島市西条町
寺家6480-2

千葉営業所
千葉県香取郡多
古町大高字前野
1-528

文書警告（処分日車
数40日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3.(6)
による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第24条

平成31年1月15日及び平成31年1月16日他、定期的な監査を実施。3件
の違反が認められた。(1)点呼の実施等義務違反(旅客自動車運送事業運
輸規則(以下｢運輸規則｣)第24条)､(2)運行指示書の記載事項不備(運輸規
則第28条の2第1項)､(3)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第
38条第1項)

22 4

貸切バス 2019 11 6

ジャパン観光バス株式会
社（法人番号：
5080001021017） 代
表者 裵祥賢

静岡県牧之原市静波
2003-6

成田営業所
千葉県成田市前
林782-6(204号
室)

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和元年5月15日、区域拡大を端緒に監査を実施。1件の違反が認めら
れた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規
則第38条第1項)

3 0

貸切バス 2019 11 6

株式会社ユタカコーポ
レーション（法人番号：
7040001071724） 代
表者 竹澤豊

千葉県野田市なみき1-
25-3

本社営業所
千葉県野田市な
みき1-25-3

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第24条第5
項

令和元年5月24日及び令和元年6月3日、定期的な監査を実施。4件の違
反が認められた。(1)点呼の記録事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸
規則(以下｢運輸規則｣)第24条第5項)､(2)乗務等の記録の記録事項不備
(運輸規則第25条第2項)､(3)運行指示書の記載事項不備(運輸規則第28条
の2第1項)､(4)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)

0 0

貸切バス 2019 11 6

日の丸自動車興業株式会
社（法人番号：
3010001027096） 代
表者 富田浩安

東京都千代田区三崎町
3-9-3

新座営業所
埼玉県新座市野
火止6-5-29

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和元年7月19日、定期的な監査を実施。1件の違反が認められた。(1)
運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条
第1項)

0 0

貸切バス 2019 11 6

武蔵観光株式会社（法人
番号：
8030001085261） 代
表者 浅見禄郎

埼玉県秩父郡皆野町大
字皆野172

秩父営業所
埼玉県秩父郡皆
野町大字皆野172

文書警告（処分日車
数10日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3.(6)
による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和元年9月18日、定期的な監査を実施。3件の違反が認められた。(1)
乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規
則｣)第21条第1項)､(2)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)､
(3)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)

11 1

貸切バス 2019 11 6

有限会社矢吹タクシー
（法人番号：
9380002018597） 代
表者 舘秀幸

福島県西白河郡矢吹町
中町246

千葉営業所
千葉県山武郡芝
山町宝馬123-3

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第7条の2第
1項

平成31年4月18日、定期的な監査を実施。4件の違反が認められた。(1)
運送引受書の記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸
規則｣)第7条の2第1項)､(2)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5
項)､(3)運行指示書の記載事項不備(運輸規則第28条の2第1項)､(4)運転
者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)

7 0

貨物 2019 11 7

渡波運輸株式会社（法人
番号５３７０３０１００
１４４０） 代表者鈴木
秀彦

宮城県石巻市渡波字栄
田１６４番地の１

本社営業所
宮城県石巻市渡
波字栄田１６４
番地の４

輸送施設の使用停止
（２０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項、法第
１７条第４項

平成３１年３月１日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として監査
を実施した結果、3件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の
遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第
３条第４項）、（２）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第
１０条第１項）、（３）事故惹起運転者に対する指導義務違反（安全
規則第１０条第２項）

2 2

貨物 2019 11 7

株式会社ヒロ・サービス
（法人番号
9190001018139） 代
表者岡田弘之

三重県四日市市みゆ
きヶ丘二丁目1504番地
47

本社
三重県四日市市
みゆきヶ丘二丁
目1504番地47

輸送施設の使用停止
（10日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和元年6月5日、重傷事故を引き起こしたことを端緒として監査実
施。8件の違反が認められた。(1)点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第7条第1項及び第2項）、(2)
点呼の記録記載不備（安全規則第7条第5項）、(3)運行記録計による記
録義務違反（安全規則第9条）、(4)運転者台帳の記載不備（安全規則第
9条の5第1項）、(5)運転者に対する指導監督の記録違反（安全規則第
10条第1項）、(6)運転者に対する指導監督の記録記載不備（安全規則
第10条第1項）、(7)定期点検整備の実施違反（安全規則第3条の2）、
(8)車体表示義務違反（道路運送法第95条）

1 1

タクシー 2019 11 7

株式会社ふるさと交通
（法人番号１４００００
１００２１４４） 代表
者荒川幸司

岩手県盛岡市手代森１
６地割２１番地１

本社営業所
岩手県盛岡市手
代森１６地割２
１番地１

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

令和元年９月３０日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として監査
を実施した結果、1件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導
監督義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１項）

0 0

乗合バス 2019 11 7

大阪シティバス株式会社
(法人番号
6120001048830)代表者
有馬宏尚

大阪府大阪市西区九条
南1丁目12番62号

酉島
大阪府大阪市此
花区酉島4丁目1
番11号

輸送施設の使用停止
（10日車）

道路運送法第27条第
3項

令和元年7月12日及び同年8月1日、法令違反の疑いを端緒に監査を実
施。1件の違反が認められた。運転者に対する指導監督義務違反(旅客
自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

1 1

貸切バス 2019 11 7

株式会社関西新生活互助
会(法人番号
6140001066310)代表者
中西亜衣

兵庫県三田市中央町4番
26号

本社
兵庫県神戸市北
区有野中町4丁目
3－1

文書警告（処分日車
数50日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
（6）による）

道路運送法第27条第
3項

令和元年9月18日及び同年9月25日、法令違反の疑いを端緒に監査を実
施。3件の違反が認められた。(1)点呼の実施義務違反（旅客自動車運送
事業運輸規則（以下、「運輸規則」）第24条第1項、第2項、第3項）、
(2)点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条第5項）、(3)乗務員台帳
の記載事項義務違反（運輸規則第37条第1項）

34 5

貨物 2019 11 8

株式会社スカイ運輸（法
人番号３３８０００１０
１８６５３） 代表者佐
瀬喜久男

福島県喜多方市関柴町
上高額字上中１１９２
番地１

本宮営業所
福島県本宮市荒
井字狐塚５４－
２

輸送施設の使用停止
（１０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

令和元年６月１３日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、3件
の違反が認められた。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７条第１項、第２項）、
（２）点呼の記録事項義務違反（安全規則第７条第５項）、（３）運
行管理者の研修受講義務違反（安全規則第２３条第１項）

1 1

タクシー 2019 11 8

有限会社 中川タクシー
（法人番号
9330002024609） 代
表者中川誠志

熊本県宇土市築籠町
178-5

本社営業所
熊本県宇土市築
籠町178-5

輸送施設の使用停止
（120日車）、文書警
告

道路運送法第27条第
3項

令和1年7月25日、監査実施。12件の違反が認められた。(1)損害賠償責
任保険(共済)締結義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則（以下｢運輸規
則｣）第19条の2)、(2)乗務時間等の基準の遵守違反（運輸規則第21条
第1項）、(3)疾病、疲労等のおそれのある乗務（運輸規則第21条第5
項）、(4)点呼の実施義務違反（運輸規則第24条）、(5)点呼の記録事項
義務違反（運輸規則第24条第5項）、(6)点呼の記録保存義務違反（運
輸規則第24条第5項）、(7)乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則
第37条第1項）、(8)運転者に対する指導監督違反（運輸規則第38条第1
項）、(9)運転者に対する指導監督の記録保存違反（運輸規則第38条第
1項）、(10)特定運転者に対する特別な指導監督違反（運輸規則第38条
第2項）、(11)特定運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第
38条第2項）、(12)運行管理者の補助者の要件違反（運輸規則第47条の
9第3項）

12 12

タクシー 2019 11 11

ワンコインドーム株式会
社（法人番号
5120001104816)代表者
町野革

大阪府大阪市西区千代
崎3－7－2

本社
大阪府大阪市西
区千代崎3－7－2

文書警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数（最
高速度違反）が過去一年以内に3件に達した。運転者に対する指導監督
義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

1 0

貸切バス 2019 11 11

有限会社ウエルネス都城
観光バス（法人番号
7350002013801） 代
表者大重穣士

宮崎県都城市大岩田町
5888

本社営業所
宮崎県都城市大
岩田町5888

文書警告
道路運送法（以下｢
法｣）第27条第3項、
法第94条第1項

令和1年9月18日、監査実施。5件の違反が認められた。(1)点呼の記録
事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下｢運輸規則｣）第24
条第5項）､(2)乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条第1
項）､(3)運転者に対する指導監督違反（運輸規則第38条第1項）､(4)運
転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反（運輸規則
第38条第1項）､(5)報告義務違反（道路運送法第94条第1項）

0 0



貨物 2019 11 12

株式会社長谷川サービス
（法人番号
9040001032757）代表
者長谷川一久

千葉県船橋市金杉３－
４－７

本社
千葉県市川市南
大野１－３９－
２４

輸送施設の使用停止
（190日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下
「安全規則」）第13
条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成31年1月30日、監査を
実施。13件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（安
全規則第3条第4項）、（2）疾病のおそれのある乗務（安全規則第3条
第6項）、（3）点呼の実施義務違反等（安全規則第7条）、（4）乗務
等の記録事項義務違反（安全規則第8条第1項）、（5）運転者に対する
指導監督違反（安全規則第10条第1項）、（6）高齢運転者に対する指
導監督違反（安全規則第10条第2項）、（7）高齢運転者に対する適性
診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）、（8）定期点検整備の実
施違反（安全規則第13条）、（9）整備管理者の研修受講義務違反（安
全規則第15条）、（10）運行管理者の講習受講義務違反（安全規則第
23条第1項）、（11）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法
第9条第1項）、（12）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2
条）、（13）運賃及び料金の未届出（貨物自動車運送事業報告規則第2
条の2）

19 19

貨物 2019 11 12
物流技研株式会社（法人
番号6010001170991）
代表者土屋雅和

東京都千代田区神田錦
町２－７－５協販ビル
６階

本社
千葉県八街市榎
戸９２３－１８
－１０１

輸送施設の使用停止
（175日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下
「安全規則」）第13
条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成31年1月30日、監査を
実施。14件の違反が認められた。（1）疾病のおそれのある乗務（安全
規則第3条第6項）、（2）点呼の実施義務違反等（安全規則第7条）、
（3）乗務等の記録事項義務違反（安全規則第8条第1項）、（4）運転
者に対する指導監督違反等（安全規則第10条第1項）、（5）初任・高
齢運転者に対する指導監督違反（安全規則第10条第2項）、（6）初
任・高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第10条第2
項）、（7）定期点検整備の実施違反（安全規則第13条）、（8）整備
管理者の研修受講義務違反（安全規則第15条）、（9）運行管理者の講
習受講義務違反（安全規則第23条第1項）、（10）運行管理者の選任未
届出違反（安全規則第19条）、（11）事業計画の変更認可違反（貨物
自動車運送事業法「（以下「事業法」）第9条第1項）、（12）事業計
画事前届出違反（事業法第9条第3項）、（13）報告義務違反（貨物自
動車運送事業報告規則第2条）、（14）運賃及び料金の未届出（貨物自
動車運送事業報告規則第2条の2）

18 18

貨物 2019 11 12

マルトチ運輸株式会社
（法人番号
9060001006668）代表
者植原和信

栃木県河内郡上三川町
磯岡４５２

佐野
栃木県佐野市富
岡町１３３５

輸送施設の使用停止
（70日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下
「安全規則」）第7
条

労働局からの通報を端緒として令和元年5月28日及び同年6月11日、監
査を実施。8件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反
（安全規則第3条第4項）、（2）点呼の実施義務違反等（安全規則第7
条）、（3）運行記録計による記録義務違反（安全規則第9条）、（4）
運転者に対する指導監督違反等（安全規則第10条第1項）、（5）高齢
運転者に対する指導監督違反（安全規則第10条第2項）、（6）高齢運
転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）、（7）
定期点検整備の実施違反（安全規則第13条）、（8）事業計画の変更認
可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）

7 7

貨物 2019 11 12
株式会社東亜運送（法人
番号2120001005967）
代表者西原栄子

大阪府大阪市阿倍野区
美章園２－１２－６

本社
大阪府大阪市阿
倍野区美章園２
－３２

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
法（以下「事業
法」）第17条第4項

平成31年2月22日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。5件の違
反が認められた。（１）事業計画変更事前届出違反（各営業所に配置
する事業用自動車の種別ごとの数違反）（法第9条第3項）、（２）健
康状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安
全規則」）第3条第6項）、（３）点呼の記録事項義務違反（安全規則
第7条第5項）、（４）乗務等の記録事項義務違反（安全規則第8条）、
（５）定期点検整備の実施違反（３ヶ月点検）（安全規則第13条、道
路運送車両法第48条）

2 2

貨物 2019 11 12

ケイアイエス物流株式会
社（法人番号
6140001092414）代表
者小磯和人

大阪府高槻市辻子１丁
目２３－３

本社
大阪府高槻市辻
子１丁目２３－
３

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

平成31年2月18日及び同年2月27日、公安委員会からの通報を端緒に監
査を実施。5件の違反が認められた。（１）点呼の実施義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第7条）、（２）点
呼の記録事項義務違反（安全規則第7条第5項）、（３）乗務等の記録
事項義務違反（安全規則第8条）、（４）運行記録計による記録義務違
反（安全規則第9条）、（５）運転者に対する指導監督違反（安全規則
第10条第1項）

1 1

貨物 2019 11 12

ダイセーエブリー二十四
株式会社（法人番号
9180001084272）代表
者田中孝昌

愛知県一宮市萩原町萩
原字松山５３１番地２
７

京都南セン
ター

京都府宇治市槙
島町南落合１１
１

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

平成31年3月5日及び同年3月19日、労働局からの通報を端緒に監査を実
施。1件の違反が認められた。（１）乗務等の記録義務違反（不実記
載）（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条）

6 6

貨物 2019 11 12
吉田海運株式会社（法人
番号4310001006143）
代表者吉田康剛

長崎県佐世保市三浦町
１－３４

神戸
兵庫県神戸市東
灘区深江浜町３
６番地１

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項

平成31年2月7日、労働局からの通報を端緒に監査を実施。4件の違反が
認められた。（１）乗務時間等の告示の遵守違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（２）乗務時間
等告示なお書きの遵守違反（一運行の勤務時間）（安全規則第3条第4
項）、（３）健康状態の把握義務違反（安全規則第3条第6項）、
（４）点呼の実施義務違反（安全規則第7条）

2 2

タクシー 2019 11 12

株式会社ベストエスコー
ト（法人番号
9040001045296） 代
表者 米井 文芸

千葉県印西市浦幡新田
６２－３

本社営業所
千葉県印西市浦
幡新田６２－３

輸送施設の使用停止
（10日車）

道路運送法第27条第
3項

平成31年3月11日、新規許可を受けたことを端緒として監査を実施。3
件の違反が認められた。(1)新任運転者に対する指導監督義務違反(旅客
自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第36条第2項)､(2)初任運転者
に対する告示で定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､(3)
初任運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)

1 1

タクシー 2019 11 12

有限会社旭タクシー（法
人番号
7050002020720） 代
表者 市村 公徳

茨城県つくば市今鹿島
２４９２－２

本社営業所
茨城県つくば市
今鹿島２４９２
－２

輸送施設の使用停止
（52日車）

道路運送法第27条第
3項、道路運送法車
両法（以下、車両
法）第48条

平成31年4月9日、無免許運転があった旨公安委員会からの通知を端緒
として監査を実施。6件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵
守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第21条第1項)､(2)
健康状態の把握義務違反(運輸規則第21条第5項)､(3)点呼の記録義務違
反(運輸規則第24条)､(4)乗務記録の記録事項の不備(運輸規則第25条第3
項)､(5)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(6)定
期点検整備の未実施(車両法第48条)

6 6

タクシー 2019 11 12

株式会社エース交通（法
人番号
2021001002741） 代
表者 町中 亨

神奈川県藤沢市石川１
－４－１３

本社営業所
神奈川県藤沢市
石川１－４－１
３

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和元年8月7日、法令違反の疑いがあることを端緒として監査を実
施。2件の違反が認められた。(1)健康状態の把握義務違反(旅客自動車
運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第21条第5項)､(2)運転者に対する指
導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)

0 0

乗合バス 2019 11 12

京浜急行バス株式会社
（法人番号：
4010401050085） 代
表者 平位武

神奈川県横浜市西区高
島1-2-8

衣笠営業所
神奈川県横須賀
市衣笠栄町3-1-4

輸送施設の使用停止
（20日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第1
項

平成31年3月7日及び平成31年4月8日、労働局からの通報を端緒に監査
を実施。1件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(旅客
自動車運送事業運輸規則第21条第1項)

14 2

乗合バス 2019 11 12

小田急バス株式会社（法
人番号：
1012401021275） 代
表者 抱山洋之

東京都調布市仙川町2-
19-5

狛江営業所
東京都狛江市中
和泉5-17-23

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和元年6月3日、法令違反の疑いがあること監査を実施。1件の違反が
認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1項)

0 0



貸切バス 2019 11 12

有限会社ＡＮＹヨシクニ
観光（法人番号：
8380002015612） 代
表者 古森義久

埼玉県比企郡滑川町山
田2185-2

千葉営業所
千葉県山武郡芝
山町大台2822-7

輸送施設の使用停止
（340日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第24条

平成30年12月20日及び平成30年12月28日、区域拡大を端緒に監査を実
施。14件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(道路運送法
(以下｢運送法｣)第15条第1項)､(2)事業計画の事前変更届出違反(運送法
第15条第3項)､(3)疾病のおそれのある乗務(旅客自動車運送事業運輸規
則(以下｢運輸規則｣)第21条第5項)､(4)点呼の実施等義務違反(運輸規則
第24条)､(5)乗務等の記録保存義務違反(運輸規則第25条第2項)､(6)運行
記録計による記録義務違反(運輸規則第26条第1項)､(7)運行指示書の作
成義務違反(運輸規則第28条の2第1項)､(8)運行指示書の記載事項不備
(運輸規則第28条の2第1項)､(9)運転者に対する指導監督等義務違反(運
輸規則第38条第1項)､(10)初任運転者に対する特別な指導義務違反(運輸
規則第38条第2項)､(11)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸
規則第38条第2項)､(12)定期点検整備等の未実施(運輸規則第45条第1
号)､(13)書類の適切管理義務違反(運輸規則第69条)､(14)休憩､仮眠又は
睡眠のための施設の変更届出(道路運送法施行規則第66条第1項第6号)

34 34

貸切バス 2019 11 12

横バス観光株式会社（法
人番号：
4021001041283） 代
表者 市川壽一

神奈川県横須賀市内川
2-1-22

本社営業所
神奈川県横須賀
市内川2-1-22

文書警告（処分日車
数50日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3.(6)
による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第1
項

令和元年8月28日、定期的な監査を実施。3件の違反が認められた。(1)
乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規
則｣)第21条第1項)､(2)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38
条第1項)､(3)高齢運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条
第2項)

13 5

貨物 2019 11 13

株式会社ワイピーシー
（法人番号
5080401009999） 代
表者山内伸五

静岡県浜松市東区白鳥
町968

名古屋
愛知県名古屋市
港区高木4丁目18
番1

輸送施設の使用停止
（60日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項第1号、
法第17条第4項

令和元年6月5日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として監査実
施。11件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、(2)
点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項及び第2項）、(3)点呼の記
録記載不備（安全規則第7条第5項）、(4)運行記録計による記録義務違
反（安全規則第9条）、(5)運転者台帳の作成義務違反（安全規則第9条
の5第1項）、(6)運転者台帳の記載不備（安全規則第9条の5第1項）、
(7)運転者に対する指導監督違反（安全規則第10条第1項）、(8)特定の
運転者に対する指導監督違反（安全規則第10条第2項）、(9)特定の運
転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）、(10)運
行管理者に対する指導監督違反（安全規則第22条）、(11)運行管理者
の講習受講義務違反（安全規則第23条第1項）

6 6

乗合バス 2019 11 13
京阪バス株式会社(法人
番号5130001010526)代
表者鈴木一也

京都府京都市南区東九
条南石田町5番地

枚方
大阪府枚方市出
屋敷西町1丁目8
番地1号

輸送施設の使用停止
（10日車）

道路運送法第15条の
3第2項

令和元年7月31日、事業者の報告に基づき調査を実施。1件の違反が認
められた。運行計画の変更事前届出違反(道路運送法第15条の3第1項)

2 1

貨物 2019 11 14

昭和運輸株式会社（法人
番号８３８０００１０１
５６０５） 代表者鎌田
武雄

福島県南相馬市原町区
雫字聖下２５９番地の
２

本社営業所
福島県南相馬市
原町区雫字聖下
２５９番地の２

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第９条第１項

令和元年６月４日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、1件の
違反が認められた。（１）自動車車庫の位置及び収容能力違反（貨物
自動車運送事業法施行規則第２条第１項第４号）

1 1

タクシー 2019 11 14

ＥＳＫインターナショナ
ル株式会社（法人番号
2120001164805）代表
者中井将文

大阪府大阪市浪速区戎
本町2－6－20

本社
大阪府大阪市浪
速区戎本町2－6
－20

文書警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数（放
置駐車違反）が過去一年以内に3件に達した。運転者に対する指導監督
義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

タクシー 2019 11 14

関西中央旅客守口株式会
社（法人番号
8120001160039）代表
者高月英作

大阪府守口市佐太東町1
丁目13番9号

本社
大阪府守口市佐
太東町1丁目13番
9号

輸送施設の使用停止
（88日車）

道路運送法第13条
令和元年6月28日、近畿運輸局において苦情を端緒に調査を実施。1件
の違反が認められた。運送引受義務違反（道路運送法第13条）

14 9

貨物 2019 11 15

西日本輸送有限会社（法
人番号
6130002034952）代表
者真木江里

京都府舞鶴市字大波下
２０３番地の２０の４

舞鶴

京都府舞鶴市字
大波下小字向山
２０３番２０の
４

輸送施設の使用停止
（90日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

平成31年3月14日及び同年3月28日、労働局からの通報を端緒に監査を
実施。7件の違反が認められた。（１）乗務時間等の告示の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4
項）、（２）点呼の実施義務違反等（安全規則第7条）、（３）点呼の
記録義務違反（安全規則第7条第5項）、（４）点呼の記録事項義務違
反（安全規則第7条第5項）、（５）乗務等の記録事項義務違反（安全
規則第8条）、（６）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（安全
規則第10条第2項）、（７）定期点検整備の実施違反（３ヶ月点検）
（安全規則第13条、道路運送車両法第48条）

9 9

貨物 2019 11 15

有限会社Ｔ．Ｒ．Ｓ髙橋
商会（法人番号
2130002028215）代表
者髙橋克之

京都府宇治市小倉町春
日森６３ ルミエール
１０６

本社
京都府久世郡久
御山町森大内１
６０

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

平成31年2月8日及び同年3月4日、関係機関からの情報を端緒に監査を
実施。5件の違反が認められた。（１）乗務時間等の告示の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安規則」）第3条第4
項）、（２）点呼の実施義務違反等（安全規則第7条）、（３）点呼の
記録事項義務違反（安全規則第7条第5項）、（４）乗務等の記録事項
義務違反（安全規則第8条）、（５）運行記録計による記録義務違反
（安全規則第9条）

6 6

貨物 2019 11 15
フィール株式会社（法人
番号7020001093943）
代表者須永明男

神奈川県横浜市都筑区
池辺町３６０４－７０
６

関西支店
京都府八幡市下
奈良蜻蛉尻筋１
３－６

輸送施設の使用停止
（70日車）

貨物自動車運送事業
法（以下「事業
法」）第17条第4項

令和元年6月17日、同年6月21日、同年6月27日及び同年7月9日、法令
違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。4件の違反が認められた。
（１）事業計画変更認可違反（自動車車庫の位置）（事業法第9条第1
項）、（２）事業計画変更事前届出違反（各営業所に配置する事業用
自動車の種別ごとの数違反）（事業法第9条第3項）、（３）点呼の記
録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）
第7条第5項）、（４）点呼記録の改ざん・不実記載（安全規則第7条第
5項）

7 7

タクシー 2019 11 15

株式会社三交タクシー
（法人番号
4190001003681） 代
表者長野成司

三重県四日市市新正3丁
目3番地6号

伊勢
三重県伊勢市
竹ヶ鼻町237番地
7号

輸送施設の使用停止
（10日車）及び文書
警告

道路運送法第27条3
項

令和元年7月19日、監査方針に基づいて監査実施。2件の違反が認めら
れた。(1)特定の運転者に対する指導監督違反（旅客自動車運送事業運
輸規則（以下「運輸規則」）第38条第2項）、(2)特定の運転者に対す
る適性診断受診義務違反（運輸規則第38条第2項）

5 1

乗合バス 2019 11 15

株式会社三交タクシー
（法人番号
4190001003681） 代
表者長野成司

三重県四日市市新正3丁
目3番地6号

伊勢
三重県伊勢市
竹ヶ鼻町237番地
7号

輸送施設の使用停止
（10日車）及び文書
警告

道路運送法（以下
「法」）第27条3項

令和元年7月19日、監査方針に基づいて監査実施。3件の違反が認めら
れた。(1)事業計画変更事前届出違反（法第15条第3項）、(2)特定の運
転者に対する指導監督違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運
輸規則」）第38条第2項）、(3)特定の運転者に対する適性診断受診義
務違反（運輸規則第38条第2項）

1 1

乗合バス 2019 11 15
株式会社オーワ（法人番
号2180301000638）
代表者加納浩仁

愛知県岡崎市北野町字
西河原58番地1

足助
愛知県豊田市大
井町砂田23-3

輸送施設の使用停止
（10日車）及び文書
警告

道路運送法（以下
「法」）第16条1項

令和元年7月16日、監査方針に基づいて監査実施。2件の違反が認めら
れた。(1)一般準則（職務遂行の指導、措置）違反（旅客自動車運送事
業運輸規則第2条3項）、(2)事業計画及び運行計画に定める業務の確保
違反（法第16条1項）

1 1

乗合バス 2019 11 15
阪急バス株式会社(法人
番号6120901019848)代
表者井波洋

大阪府池田市井口堂1丁
目9番21号

茨木
大阪府茨木市上
郡2丁目14番4号

輸送施設の使用停止
（10日車）

道路運送法第15条の
3第2項

令和元年8月2日、事業者の報告に基づき調査を実施。1件の違反が認め
られた。運行計画の変更事前届出違反(道路運送法第15条の3第2項)

2 1



貸切バス 2019 11 15
星揚株式会社（法人番号
2080401019539）代表
取締役村松揚揚

静岡県浜松市中区住吉
１－２５－８

本社

静岡県浜松市中
区葵西４－２０
－１７オーベル
ジュ葵２０６号

事業停止（37日間）
及び文書警告

道路運送法（以下
「法」）第２７条３
項

令和元年7月5日及び同年8月6日、監査方針に基づいて監査実施。14件
の違反が認められた。(1)運行管理者の選任違反（旅客自動車運送事業
運輸規則（以下「運輸規則」）第47条の9第1項）、(2)運送引受書の記
載不備（運輸規則第7条の2第1項）、(3)運送引受書の写しの保存義務
違反（運輸規則第7条の2第2項）、(4)乗務時間等の基準の遵守違反
（運輸規則第21条第1項）、(5)点呼の実施義務違反（運輸規則第24条
第1項及び第2項）、(6)点呼の記録保存義務違反（運輸規則第24条第5
項）、(7)乗務等の記録保存義務違反（運輸規則第25条）、(8)乗務等の
記録記載不備（運輸規則第25条）、(9)運行記録計による記録義務違反
（運輸規則第26条第1項）、(10)運行指示書の記載不備（運輸規則第28
条の2第1項）、(11)運行指示書の保存義務違反（運輸規則第28条の2第
2項）、(12)乗務員台帳の保存義務違反（運輸規則第37条第2項）、
(13)報告義務違反（法第94条第1項）、(14)複数書類の管理不適切（運
輸規則第69条）

61 37

貨物 2019 11 18

関東運輸株式会社（法人
番号７０１０４０１１１
７９５５） 代表者岡野
修明

群馬県前橋市下佐鳥町
４６８番地の１

福島営業所
福島県本宮市荒
井字青田原２０
９番８

文書警告
貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

令和元年１０月３日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実施
した結果、1件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第１項）

0 0

貨物 2019 11 18

株式会社NTエンタープ
ライズ（法人番号
6040001058805）代表
者松丸和雄

千葉県山武市麻生新田
字供養塚５７－１１３

本社
千葉県千葉市花
見川区犢橋町１
６１３－６９

事業停止（7日間）、
輸送施設の使用停止
（218日車）、輸送の
安全確保命令

貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下
「安全規則」）第13
条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、平成31年1月22日、監査
を実施。10件の違反が認められた。（1）疾病のおそれのある乗務（安
全規則第3条第6項）、（2）点呼の実施義務違反等（安全規則第7
条）、（3）運行記録計による記録義務違反（安全規則第9条）、（4）
運転者に対する指導監督違反等（安全規則第10条第1項）、（5）高齢
運転者に対する指導監督違反（安全規則第10条第2項）、（6）初任・
高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）、
（7）定期点検整備の実施違反（安全規則第13条）、（8）整備管理者
の研修受講義務違反（安全規則第15条）、（9）運送約款の変更認可違
反（貨物自動車運送事業法第10条第1項）、（10）報告義務違反（貨物
自動車運送事業報告規則第2条）

37 37

貨物 2019 11 18

株式会社港陸ライン（法
人番号
3030001022450）代表
者後藤里美

埼玉県蕨市錦町３－８
－１３（旧：埼玉県蕨
市錦町１－１２－４０
アーバンラフレ戸田１
１１５）

茨城
茨城県常総市本
豊田５１７－５

事業停止（30日
間）、輸送施設の使
用停止（170日車）

貨物自動車運送事業
法（以下「事業
法」）第27条第1項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、平成31年4
月26日及び令和元年5月16日、監査を実施。19件の違反が認められた。
（1）乗務時間等告示及び告示なお書き遵守違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）疾病のおそれ
のある乗務（安全規則第3条第6項）、（3）点呼の実施義務違反等（安
全規則第7条）、（4）乗務等の記録事項義務違反（安全規則第8条第1
項）、（5）運行記録計による記録義務違反（安全規則第9条）、（6）
運行指示書による作成義務違反（安全規則第9条の3）、（7）運転者に
対する指導監督違反等（安全規則第10条第1項）、（8）初任運転者に
対する適性診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）、（9）整備不
良車両（安全規則第13条、道路運送車両法第41条）、（10）不正改造
車両（安全規則第13条、道路運送車両法第41条）、（11）定期点検整
備の実施違反（安全規則第13条）、（12）点検整備記録簿の保存義務
違反（安全規則第13条）、（13）事故の未報告（事業法第24条、自動
車事故報告規則第3条第1項）、（14）名義貸し（事業法第27条第1
項）、（15）事業計画の変更認可違反（事業法第9条第1項）、（16）
事業計画事前届出違反（事業法第9条第3項）、（17）事業計画事後届
出違反（事業法第9条第3項）、（18）報告義務違反（貨物自動車運送
事業報告規則第2条）、（19）自動車に関する表示義務違反（道路運送
法第95条）

47 47

貨物 2019 11 18
株式会社巽産業（法人番
号9122001023876）代
表者上之原伸二

大阪府八尾市福万寺町
南１丁目８番地８

本社
大阪府八尾市福
万寺町南１丁目
８番地８

輸送施設の使用停止
（75日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

平成31年2月14日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。8件の
違反が認められた。（１）健康状態の把握義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第6項）、（２）点呼の
実施義務違反（安全規則第7条）、（３）点呼の記録事項義務違反（安
全規則第7条第5項）、（４）乗務等の記録事項義務違反（安全規則第8
条）、（５）運転者台帳の作成義務違反（安全規則第9条の5第1項）、
（６）運転者台帳の記載事項義務違反（安全規則第9条の5第1項）、
（７）初任運転者及び高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（安
全規則第10条第2項）、（８）定期点検整備の実施違反（３ヶ月点検）
（安全規則第13条、道路運送車両法第48条）

8 8

貨物 2019 11 18
株式会社ナミット（法人
番号7150002006073）
代表者中尾安治

奈良県奈良市針町４６
１－１

大和郡山
奈良県大和郡山
市白土町７８－
１

文書警告
貨物自動車運送事業
法第9条第3項

令和元年11月6日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。1件の違
反が認められた。（１）事業計画変更事前届出違反（各営業所に配置
する事業用自動車の種別ごとの数違反）（貨物自動車運送事業法第9条
第3項）

0 0

貨物 2019 11 18

株式会社中四国丸和ロジ
スティクス（法人番号
3490001003231)代表者
筑肱夏彦

高知県高知市仁井田字
朝日ヶ丘４６６６－１

南国営業所
高知県南国市領
石２４６

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和元年１０月１日及び同年１０月２９日、死亡事故を端緒として監
査を実施したところ、１件の違反が確認された。(1)運転者台帳につい
て定められた事項の記録が不適切であったこと（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条の5第1項）

0 0

貨物 2019 11 18

名張トラック有限会社
（法人番号
9190002012891) 代表
者上村博美

三重県名張市下小波田
2021-2

本社営業所
三重県名張市下
小波田2021-2

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和元年10月18日､監査方針に基づき､監査を実施｡5件の違反が認めら
れた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条第4項)､(2)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第3条第6項)､(3)整備管理者の選任解任届出違反(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条の2)､(4)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第5項)､(5)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)

0 0

タクシー 2019 11 18

西条タクシー株式会社
（法人番号２３８０００
１００６０９７） 代表
者西條勝昭

福島県郡山市台新１丁
目３１番１２号

静営業所
福島県郡山市台
新１丁目３１番
１２号

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

令和元年１０月４日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として監査
を実施した結果、2件の違反が認められた。（１）乗務等の記録事項義
務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第２５条
第３項）、（２）乗務員台帳の規定事項義務違反（運輸規則第３７条
第１項）

0 0

タクシー 2019 11 18

日本城タクシー株式会社
（法人番号
8120001031999）代表
者坂本篤紀

大阪府大阪市住之江区
新北島5丁目1番12号

本社
大阪府大阪市住
之江区新北島5丁
目1番12号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数（放
置駐車違反）が過去一年以内に3件に達した。運転者に対する指導監督
義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

タクシー 2019 11 18

堺日本交通株式会社(法
人番号
4120101002697）代表
者澤志郎

大阪府堺市堺区九間町
西1丁1番23号

堺
大阪府堺市堺区
九間町西1丁1番
23号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数（放
置駐車違反）が過去一年以内に3件に達した。運転者に対する指導監督
義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

2 0

タクシー 2019 11 18

大阪エムケイ株式会社
（法人番号
1120001036971）代表
者青木義明

大阪府大阪市北区大淀
中5丁目14番36号

南
大阪府大阪市西
成区北津守2丁目
1番21

文書警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数（放
置駐車違反）が過去一年以内に3件に達した。運転者に対する指導監督
義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

タクシー 2019 11 18
日化運輸有限会社（法人
番号7290002044927）
代表者小路雅之

福岡県嘉穂郡桂川町吉
隈972-2

本社営業所
福岡県嘉穂郡桂
川町寿命28-2

輸送施設の使用停止
（10日車）、文書警
告

道路運送法第27条第
3項

令和1年8月20日、監査実施。4件の違反が認められた。(1)乗務員台帳
の記載事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下｢運輸規
則｣）第37条第1項）､(2)点呼の実施義務違反（運輸規則第24条）､(3)
点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条第5項）､(4)乗務等の記録義
務違反（運輸規則第25条）

1 1



貨物 2019 11 19

株式会社アイ・アル（法
人番号７４３０００１０
６１３０６） 代表者髙
清水仁彦

北海道札幌市豊平区月
寒４条７丁目３－２２
プリモ月寒１０２

札幌営業所

北海道札幌市豊
平区月寒４条７
丁目３－２２
プリモ月寒１０
２

文書警告
貨物自動車運送事業
法第５９条第１項

令和元年１０月９日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を
端緒として監査を実施。１件の違反が認められた。（１）運輸開始期
限違反（貨物自動車運送事業法第５９条第１項）

0 0

貨物 2019 11 19

株式会社ウィズウェイス
トジャパン（法人番号
8030001000971）代表
者山田耕

埼玉県さいたま市大宮
区大成町２－２２４－
１

物流部
埼玉県久喜市清
久町６－４

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下
「安全規則」）第3
条第4項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として令和元年6月
25日、監査を実施。4件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の
遵守違反（安全規則第3条第4項）、（2）点呼の実施義務違反等（安全
規則第7条）、（3）運転者に対する指導監督違反（安全規則第10条第1
項）、（4）定期点検整備の実施違反（安全規則第13条）

1 1

貨物 2019 11 19

株式会社アルファライン
（法人番号
2120901034231）代表
者小山宏尚

大阪府茨木市横江１－
２１－１

関東
神奈川県海老名
市東柏ヶ谷１－
６－１５

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下
「安全規則」）第3
条第4項

死亡事故を引き起こしたことを端緒として令和元年5月24日、監査を実
施。3件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（安全
規則第3条第4項）、（2）運行指示書の記載事項義務違反（安全規則第
9条の3）、（3）運転者に対する指導監督違反等（安全規則第10条第1
項）

1 1

貨物 2019 11 19
豊商運株式会社（法人番
号7180001005775）
代表者木村泰文

愛知県豊田市竜神町桃
山10

豊田
愛知県豊田市竜
神町桃山10

輸送施設の使用停止
（80日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和元年6月21日、関係機関からの通報を端緒として監査実施。8件の
違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、(2)健康状態の
把握義務違反（安全規則第3条第6項）、(3)整備管理者の研修受講義務
違反（安全規則第3条の4）、(4)点呼の実施義務違反（安全規則第7条
第1項及び第2項）、(5)点呼の記録記載不備（安全規則第7条第5項）、
(6)運転者台帳の記載不備（安全規則第9条の5第1項）、(7)特定の運転
者に対する指導監督違反（安全規則第10条第2項）、(8)特定の運転者
に対する適性診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）

8 8

貨物 2019 11 19

東関西ライン株式会社
（法人番号
8150001017161）代表
者多田育生

奈良県生駒市小瀬町１
０８－３－２０６

東関西ライ
ン奈良

奈良県生駒市小
瀬町１０８－３
－２０６

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

平成31年2月8日、同年3月1日及び同年3月19日、関係機関からの情報
を端緒に監査を実施。5件の違反が認められた。（１）乗務時間等の告
示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）、（２）点呼の実施義務違反（安全規則第7条）、
（３）乗務等の記録事項義務違反（安全規則第8条）、（４）運行記録
計による記録義務違反（安全規則第9条）、（５）運行管理者補助者の
要件違反（安全規則第18条第3項）

3 3

貨物 2019 11 19
株式会社長澤（法人番号
8180001129887) 代表
者長澤宏明

愛知県稲沢市大塚町善
世3394番地27

本社営業所
愛知県稲沢市大
塚町善世3394番
地27

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第5項

令和元年10月9日､監査方針に基づき､監査を実施｡3件の違反が認められ
た｡(1)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条
第5項)､(2)乗務等の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8
条)､(3)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第9条)

0 0

タクシー 2019 11 19

有限会社カインドリー
（法人番号
5060002012207） 代
表者 千葉 博令

栃木県宇都宮市花園町
３－５

（有）カイ
ンドリー営
業所

栃木県宇都宮市
花園町３－５

輸送施設の使用停止
（60日車）

道路運送車両法（以
下「車両法」）第48
条、車両法第58条第
1項

令和元年8月23日、無車検運行があった旨の情報を端緒として監査を実
施。2件の違反が認められた。(1)定期点検整備の未実施(車両法第48
条)､(2)無車検運行(車両法第58条第1項)

6 6

タクシー 2019 11 19

有限会社中富タクシー
（法人番号
9090002014997） 代
表者 深沢 通人

山梨県南巨摩郡身延町
寺沢１４１

本社営業所
山梨県南巨摩郡
身延町寺沢１４
５

文書警告

道路運送法第27条第
3項、道路運送車両
法（以下「車両
法」）第48条、タク
シー業務適正化特別
措置法第16条第1項

令和元年10月16日、長期間監査未実施であることを端緒として監査を
実施。5件の違反が認められた。(1)点呼の記録義務違反(旅客自動車運
送事業運輸規則(以下､運輸規則)第24条第5項)､(2)運転者に対する指導
監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(3)定期点検整備の未実施(車両法
第48条)､(4)乗務記録の記録事項の不備(運輸規則第25条第3項)､(5)運転
者証の返納等義務違反(ﾀｸｼｰ業務適正化特別措置法第16条第1項)

0 0

タクシー 2019 11 19

琵琶湖タクシー株式会社
（法人番号
1160001001674）代表
者田畑太郎

滋賀県大津市におの浜4
丁目6番地28号

本社
滋賀県大津市に
おの浜4丁目6番
地28号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和元年9月12日、長期未実施を端緒に監査を実施。1件の違反が認め
られた。健康状態の把握義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第21
条第5項）

4 0

タクシー 2019 11 19

琵琶湖タクシー株式会社
（法人番号
1160001001674）代表
者田畑太郎

滋賀県大津市におの浜4
丁目6番地28号

瀬田
滋賀県大津市大
萱1丁目字東野
3549

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和元年9月25日、長期未実施を端緒に監査を実施。1件の違反が認め
られた。乗務等の記録事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第
25条第3項、第4項）

4 0

タクシー 2019 11 19

琵琶湖タクシー株式会社
（法人番号
1160001001674）代表
者田畑太郎

滋賀県大津市におの浜4
丁目6番地28号

雄琴
滋賀県大津市苗
鹿3丁目字二反田
50番地

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和元年9月27日、長期未実施を端緒に監査を実施。1件の違反が認め
られた。乗務時間等の基準の遵守違反（旅客自動車運送事業運輸規則
第21条第1項）

4 0

タクシー 2019 11 19

ＳＵＮＳＭＩＬＥ株式会
社（法人番号
4120101049565)代表者
付東軍

大阪府堺市堺区桜之町
東1丁2－32

大阪
大阪府堺市堺区
桜之町東1丁2－
32

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和元年10月10日、新規許可を端緒に監査を実施。3件の違反が認めら
れた。（１）健康状態の把握義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則
(以下、「運輸規則」)第21条第5項）、（２）点呼の記録事項義務違反
（運輸規則第24条第5項）、（３）乗務等の記録事項義務違反（運輸規
則第25条第3項、第4項）

0 0

タクシー 2019 11 19
南タクシー株式会社(法
人番号4120001018967)
代表者大岡理人

大阪府大阪市生野区鶴
橋3丁目5番35号

本社
大阪府大阪市生
野区鶴橋3丁目5
番35号

輸送施設の使用停止
(30日車）

道路運送法第27条第
3項

令和元年6月4日、同年7月2日及び同年7月19日、法令違反の疑いを端緒
に監査を実施。3件の違反が認められた。(１)営業区域外旅客運送(道路
運送法第20条)、(２)点呼の記録事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸
規則(以下、「運輸規則」)第24条第5項)、(３)運転者に対する適性診断
受診義務違反(運輸規則第38条第2項)

4 3

貸切バス 2019 11 19

株式会社バス窓．ｃｏｍ
（法人番号：
8021001018278） 代
表者 德久浩

神奈川県相模原市緑区
橋本台3-18-35

神奈川営業
所

神奈川県相模原
市緑区橋本台3-
18-35

輸送施設の使用停止
（150日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第24条第5
項

平成31年1月31日、定期的な監査を実施。2件の違反が認められた。(1)
点呼の記録等義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)
第24条第5項)､(2)点呼記録の不実記載(運輸規則第24条第5項)

33 15

貸切バス 2019 11 19

有限会社大越観光バス
（法人番号：
5050002009476） 代
表者 大越裕一

茨城県ひたちなか市足
崎267-2

本社営業所
茨城県ひたちな
か市足崎267-2

輸送施設の使用停止
（100日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和元年5月10日、定期的な監査を実施。5件の違反が認められた。(1)
事業計画の変更認可違反(道路運送法第15条第1項)､(2)運送引受書の記
載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第7条の2
第1項)､(3)疾病のおそれのある乗務(運輸規則第21条第5項)､(4)点呼の
記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)､(5)運転者に対する指導監督
等義務違反(運輸規則第38条第1項)

10 10

貸切バス 2019 11 19
株式会社テトラ（法人番
号：3060001012408）
代表者 松本善明

栃木県那須塩原市四区
町743-14

本社営業所
栃木県那須塩原
市四区町743-89

輸送施設の使用停止
（160日車）

道路運送法第20条

平成31年1月24日及び平成31年2月18日、定期的な監査を実施。7件の
違反が認められた。(1)営業区域外旅客運送(道路運送法第20条)､(2)運
送引受書の記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規
則｣)第7条の2第1項)､(3)疾病のおそれのある乗務(運輸規則第21条第5
項)､(4)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)､(5)乗務等の記録の
記録事項不備(運輸規則第25条第2項)､(6)運行指示書の記載事項不備(運
輸規則第28条の2第1項)､(7)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則
第38条第1項)

48 16

貸切バス 2019 11 19

平井交通有限会社（法人
番号：
6070002021511） 代
表者 磯良子

群馬県伊勢崎市平井町
1085

本社営業所
群馬県伊勢崎市
平井町1085

輸送施設の使用停止
（150日車）

道路運送法第9条の2
第1項

平成31年4月18日及び令和元年6月12日、定期的な監査を実施。9件の
違反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2
第1項)､(2)運送引受書の記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則
(以下｢運輸規則｣)第7条の2第1項)､(3)営業所で勤務を終了することがで
きない運行を指示する場合における睡眠施設の整備又は確保並びに管
理等義務違反(運輸規則第21条第3項)､(4)交替運転者の配置義務違反(運
輸規則第21条第6項)､(5)点呼の実施等義務違反(運輸規則第24条)､(6)乗
務等の記録の記録事項不備(運輸規則第25条第2項)､(7)運行記録計によ
る記録義務違反(運輸規則第26条第1項)､(8)運転者に対する指導監督義
務違反(運輸規則第38条第1項)､(9)定期点検整備等の未実施(運輸規則第
45条)

15 15



貸切バス 2019 11 19
吉備交通株式会社（法人
番号6260001001998)
代表者八田富夫

岡山県岡山市南区松浜
町15番16号

大阪支店
大阪府阪南市鳥
取中481－7－204

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和元年9月18日、労働局からの通報を端緒に監査を実施。3件の違反
が認められた。（1）乗務時間等の基準の遵守違反（旅客自動車運送事
業運輸規則（以下、「運輸規則」）第21条第1項）、（2）点呼の記録
事項義務違反（運輸規則第24条第5項）、（3）運行指示書の記載事項
義務違反（運輸規則第28条の2第1項）

0 0

貨物 2019 11 20

株式会社オール・ウェイ
ズ（法人番号
4180001097056） 代
表者宮松大志

愛知県愛西市東條町西
田面44番地3

北名古屋
愛知県北名古屋
市沖村西ノ川123
番地

輸送施設の使用停止
（70日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和元年6月17日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として監査実
施。11件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、(2)
健康状態の把握義務違反（安全規則第3条第6項）、(3)点呼の実施義務
違反（安全規則第7条第1項及び第2項）、(4)点呼の記録記載不備（安
全規則第7条第5項）、(5)乗務等の記録義務違反（安全規則第8条）、
(6)乗務等の記録記載不備（安全規則第8条）、(7)運行記録計による記
録義務違反（安全規則第9条）、(8)運転者に対する指導監督違反（安全
規則第10条第1項）、(9)運転者に対する指導監督の記録違反（安全規
則第10条第1項）、(10)特定の運転者に対する指導監督違反（安全規則
第10条第2項）、(11)特定の運転者に対する適性診断受診義務違反（安
全規則第10条第2項）

7 7

貨物 2019 11 20

パシフィックリレー株式
会社（法人番号
5180001097030） 代
表者村山司行

愛知県弥富市操出3丁目
21

本社
愛知県弥富市操
出3丁目21、22

輸送施設の停止（60
日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第2
号

令和元年6月24日、監査方針に基づいて監査実施。1件の違反が認めら
れた。(1)無車検運行（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2）

6 6

タクシー 2019 11 20
株式会社協親交通（法人
番号9120001106156）
代表者北村信

大阪府大阪市東淀川区
菅原2丁目13-22-206

本社
大阪府大阪市東
淀川区菅原2丁目
13－22－206

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和元年9月19日、近畿運輸局において苦情を端緒に調査を実施。１件
の違反が認められた。一般準則（公平かつ懇切な取扱い）違反（旅客
自動車運送事業運輸規則第2条第2項）

0 0

タクシー 2019 11 20
桂ハイヤー株式会社（法
人番号1490001000412)
代表者中平雅彦

高知県高知市本町３丁
目２－１５

第二営業所
高知県高知市南
川添１６－３

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和元年１０月８日、労働局と合同で監査を実施したところ、２件の
違反が確認された。(1)新たに雇い入れした運転者及び高齢運転者に対
して事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項につ
いての特別な指導が不適切だったこと（旅客自動車運送事業運輸規則
（以下「運輸規則」）第38条第2項）、(2)高齢運転者に対して法令で
定められた適性診断を受診させていなかったこと（運輸規則第38条第2
項）

0 0

タクシー 2019 11 20

株式会社みどりタクシー
（法人番号
9320001009628） 代
表者衛藤久美子

大分県豊後大野市三重
町市場109-4

本社営業所
大分県豊後大野
市三重町市場
109-4

輸送施設の使用停止
（40日車）、文書警
告、文書勧告

道路運送法（以下｢
法｣）第9条の3第1
項、法第20条、法第
27条第3項

令和1年7月25日、監査実施。14件の違反が認められた。(1)運賃料金認
可、運賃料金変更認可違反（道路運送法（以下｢法｣）第9条の3第1
項）、(2)営業区域外運送（法第20条）、(3)点呼の実施義務違反（旅客
自動車運送事業運輸規則（以下｢運輸規則｣）第24条）、(4)点呼の記録
義務違反（運輸規則第24条第5項）、(5)点呼の記録事項義務違反（運
輸規則第24条第5項）、(6)乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則
第37条第1項）､(7)運転者に対する指導監督違反（運輸規則第38条第1
項）、(8)運転者に対する指導監督の記録違反（運輸規則第38条第1
項）、(9)特定運転者に対する特別な指導監督違反（運輸規則第38条第
2項）、(10)特定運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第38
条第2項）、(11)地理・応接の指導監督の記録、保存義務違反（運輸規
則第40条第3項）、(12)運行管理者の補助者の要件違反（運輸規則第47
条の9第3項）、(13)指導主任者の届出義務違反(運輸規則第68条第1項
第3号)、(14)指導主任者の転任（退任）届出義務違反(運輸規則第68条
第1項第4号)

4 4

貸切バス 2019 11 20
株式会社ＨＯＴバス(法
人番号7120101054224)
代表者井上卓也

和歌山県和歌山市直川
160番地の20

泉南営業所
大阪府阪南市下
出546番地9－302
号室

輸送施設の使用停止
(60日車)

道路運送法第20条
令和元年7月10日、法令違反の疑いを端緒に監査を実施。2件の違反が
認められた。(1)営業区域外旅客運送(道路運送法第20条)、(2)点呼の記
録事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)

15 6

貸切バス 2019 11 20
英田交通株式会社法人番
号（７２６０００１０２
７０９）代表者田中満晴

岡山県美作市入田２２
５番地３

本社
岡山県美作市栄
町１８７番地８

文書警告（処分日車
数５０日車のため、
一般貸切旅客自動車
運送事業者に対する
行政処分等の基準
３．（６）による）

道路運送法第２７条
第３項

継続監視の監査対象であることを端緒に令和元年１０月２日、同年１
１月５日及び同年１１月８日に一般監査を実施。５件の違反が認めら
れた。（１）運送引受書の記載事項義務違反（旅客自動車運送事業運
輸規則（以下運輸規則）第７条の２第１項）（２）乗務等の記録事項
義務違反（運輸規則第２５条第２項）（３）運行記録計による記録義
務違反（運輸規則第２６条第１項）（４）乗務員台帳の記載事項義務
違反（運輸規則第３７条第１項）（５）初任運転者に対する適性診断
受診義務違反（運輸規則第３８条第２項）

5 5

乗合バス 2019 11 21

サンデン交通株式会社法
人番号（８２５０００１
００５４８６）代表者河
内秀夫

山口県下関市羽山町３
番３号

新下関営業
所

山口県下関市形
山字大畠７１番
地

輸送施設の使用停止
（１０日車）及び文
書警告

道路運送法第２７条
第３項

車内事故を惹起したとして自動車事故報告書の提出があったことを端
緒として、平成３１年２月２１日及び同年３月２６日に臨店による監
査を実施。３件の違反が認められた。（１）特定の運転者に対する指
導監督義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下運輸規則）第３
８条第２項）（２）点呼の記録事項義務違反（運輸規則第２４条第５
項）（３）特定の運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第
３８条第２項）

1 1

貨物 2019 11 22
丸嶋運送株式会社（法人
番号5150001006737）
代表者嶋田一也

奈良県天理市上総町３
００番地３

本社
奈良県天理市上
総町３００－３

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項

平成31年4月17日及び同年4月26日、公安委員会からの通報を端緒に監
査を実施。4件の違反が認められた。（１）乗務時間等の告示の遵守違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4
項）、（２）点呼の実施義務違反（安全規則第7条）、（３）点呼の記
録義務違反（安全規則第7条第5項）、（４）点呼の記録事項義務違反
（安全規則第7条第5項）

2 2

貨物 2019 11 22

関西ジェットライン株式
会社（法人番号
7140001004582）代表
者呉島政治

兵庫県神戸市兵庫区築
地町８番２５号

本社
兵庫県神戸市兵
庫区築地町８－
２５

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第1項

令和元年10月9日、労働局からの通報を端緒に監査を実施。1件の違反
が認められた。（１）健康状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第6項）

0 0

貨物 2019 11 22

株式会社宮崎ジャパンエ
キスプレス(法人番号
3350001005217) 代表
者髙木晴輝

宮崎県宮崎市島之内
10475-4

鹿児島支店
鹿児島県日置市
伊集院町中川
1456

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和1年11月12日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)運転者台帳
の記載事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)

0 0

貨物 2019 11 22
宮国 政則（丸清運送）
代表者：宮国 政則

沖縄県宮古島市伊良部
字国仲５９６－７

丸清運送
沖縄県宮古島市
伊良部字国仲５
９６－７

文書警告
道路運送法１７条第
４項

令和元年10月23日、適正化実施機関の行った巡回指導の評価結果を勘
案し監査を実施。3件の違反が認められた。(1)運転者台帳の記載事項等
の不備（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下、「安全規則」）第9
条の5第1項）、(2)運転者に対する指導及び監督義務違反（安全規則第
10条第1項）、(3)定期点検整備等の未実施（安全規則第13条）

0 0

タクシー 2019 11 22
三光陸運株式会社（法人
番号2180301015256）
代表者新美惣英

愛知県碧南市中町3丁目
13番地

須磨
愛知県碧南市須
磨町2番地18

輸送施設の使用停止
（10日車）及び文書
警告

道路運送法第27条3
項

令和元年7月29日、監査方針に基づいて監査実施。3件の違反が認めら
れた。(1)特定の運転者に対する指導監督違反（旅客自動車運送事業運
輸規則（以下「運輸規則」）第38条第2項）、(2)特定の運転者に対す
る適性診断受診義務違反（運輸規則第38条第2項）、(3)乗務等の記録
記載不備（運輸規則第25条3項）

1 1

タクシー 2019 11 22

大曽根タクシー株式会社
（法人番号
1180001016290） 代
表者足立信雄

愛知県名古屋市東区矢
田1丁目5番1号

本社
愛知県名古屋市
東区矢田1丁目5
番1号

輸送施設の使用停止
（60日車）及び文書
警告

道路運送法第27条3
項

令和元年5月29日及び令和元年8月27日、関係機関からの通知を端緒と
して監査実施。6件の違反が認められた。(1)乗務員台帳の記載不備（旅
客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第37条第1項）、(2)
健康状態の把握義務違反（運輸規則第21条第5項）、(3)運転者に対す
る指導監督違反（運輸規則第38条第1項）、(4)運転者に対する指導監
督の記録違反（運輸規則第38条第1項）、(5)特定の運転者に対する指
導監督違反（運輸規則第38条第2項）、(6)特定の運転者に対する適性
診断受診義務違反（運輸規則第38条第2項）

6 6



貸切バス 2019 11 22

ドルフィン・ワークス株
式会社（法人番号
9180001093281） 代
表者渡邉琢磨

愛知県知多郡南知多町
大字山海字屋敷４７

本社
愛知県知多郡南
知多町大字豊浜
字廻間17番地18

文書警告（処分日車
数10日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3.(6)
による）

道路運送法27条3項

令和元年8月20日、監査方針に基づいて監査実施。3件の違反が認めら
れた。(1)運送引受書の記載不備（旅客自動車運送事業運輸規則（以下
「運輸規則」）第7条の2第1項）、(2)運行指示書の記載不備（運輸規
則第28条の2第1項）、(3)乗務員台帳の記載不備（運輸規則第37条第1
項）

7 1

貨物 2019 11 25

有限会社堀松運輸（法人
番号３４３０００２０５
９８６４） 代表者堀松
英樹

北海道苫小牧市新開町
３丁目１４番４号

札幌営業所
北海道札幌市白
石区米里１条４
丁目９－１

輸送施設の使用停止
（１３０日車）及び
文書警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第７条
第５項 他５件

令和元年６月４日及び令和元年８月１６日、その他事故、法令違反、
事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。６件の違反が認められ
た。（１）各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数違反（貨
物自動車運送事業法施行規則第６条第１項第1号）、（２）疾病・疲労
等のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安
全規則」）第３条第６項）、（３）点呼の記録の改ざん・不実記載
（安全規則第７条第５項）、（４）運転者台帳の記載事項義務違反
（安全規則第９条の５第１項）、（５）運転者に対する指導監督の記
録保存義務違反（安全規則第１０条第１項）、（６）特定運転者に対
する適性診断受診義務違反（安全規則第１０条第２項）

13 13

貨物 2019 11 25

三宝運輸株式会社（法人
番号５４６０００１００
０７００） 代表者菅原
隆三

北海道釧路市鳥取南６
－２－１９

帯広営業所

北海道河西郡芽
室町東芽室基線
１３－１５・１
４

輸送施設の使用停止
（３５日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法施行規則第２条第
１項第４号 他７件

令和元年７月２６日、関係機関からの情報を端緒として監査を実施。
８件の違反が認められた。（１）事業計画変更認可義務違反［自動車
車庫の位置及び収容能力］（貨物自動車運送事業法施行規則（以下
「施行規則」）第２条第１項第４号）、（２）各営業所に配置する事
業用自動車の種別ごとの数違反（施行規則第６条第１項第1号）、
（３）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下
「安全規則」）第７条第１項、第２項）、（４）運行記録計による記
録義務違反（安全規則第９条）、（５）特定運転者に対する適性診断
受診義務違反（安全規則第１０条第２項）、（６）整備不良車両等運
行（安全規則第１３条本文関係）、（７）日常点検の実施義務違反
（安全規則第１３条本文関係）、（８）定期点検整備の実施義務違反
（安全規則第１３条本文関係、第１号）

4 4

貨物 2019 11 25

川内運送 有限会社（法
人番号９４２０００２０
０９５８３） 代表者
佐々木研

青森県三戸郡五戸町大
字上市川字御兵糧１０
番地５

本社営業所

青森県三戸郡五
戸町大字上市川
字御兵糧１０番
地５

文書警告
貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

令和元年９月２６日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として監査
を実施した結果、1件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導
監督義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第１項）

0 0

貨物 2019 11 25

ダイショウ・ロジ株式会
社（法人番号４３７０２
０１００２６１４） 代
表者和野由一

宮城県大崎市古川清水
字３丁目石田２４番地
５

本社営業所
宮城県大崎市古
川清水字三丁目
石田２４番地５

輸送施設の使用停止
（１０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項、法第
１７条第４項

令和元年８月２８日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、4件
の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、
（２）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第１０条第１
項）、（３）運転者に対する指導監督の記録違反（安全規則第１０条
第１項）、（４）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規
則第１０条第２項）

1 1

貨物 2019 11 25

有限会社迫運輸サービス
（法人番号５３７０４０
２００２０５７） 代表
者渡邉勝広

宮城県登米市中田町石
森字駒牽９０番地

本社営業所
宮城県登米市中
田町石森字駒牽
９０番地

輸送施設の使用停止
（３０日車）

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項、法第
１７条第４項

令和元年６月１８日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、2件
の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、
（２）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第１０条第１項）

3 3

貨物 2019 11 25

ディーエヌシー物流株式
会社（法人番号
4180301001337 ） 代
表者谷口知穂

愛知県岡崎市昭和町下
川田10-2

本社
愛知県岡崎市昭
和町下川田10-2

輸送施設の使用停止
（10日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和元年6月25日、監査方針に基づいて監査実施。5件の違反が認めら
れた。(1)乗務等の記録記載不備（貨物自動車運送事業輸送安全規則
（以下「安全規則」）第8条）、(2)乗務等の記録義務違反（安全規則第
8条）、(3)運行記録計による記録義務違反（安全規則第9条）、(4)運転
者台帳の作成義務違反（安全規則第9条の5第1項）、(5)特定の運転者
に対する適性診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）

1 1

貨物 2019 11 25
統清物流有限会社（法人
番号7080002015338）
代表者川島惠吾

静岡県牧之原市波津140
番地1

本社
静岡県牧之原市
波津140番地1

輸送施設の使用停止
（20日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和元年7月23日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として監査実
施。2件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、(2)運
転者に対する指導監督違反（安全規則第10条第1項）

2 2

貨物 2019 11 25

株式会社日東フルライン
（法人番号
4120001113504） 代
表者井の下泰弘

大阪府大阪市西区西本
町2-2-4

清水
静岡県静岡市清
水区長崎字大池
119番地

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和元年10月15日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として監査実
施。4件の違反が認められた。(1)点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第7条第1項及び第2項）、(2)
点呼の記録記載不備（安全規則第7条第5項）、(3)運行記録計による記
録義務違反（安全規則第9条）、(4)運転者に対する指導監督違反（安全
規則第10条第1項）

0 0

貨物 2019 11 25
有限会社小田通商（法人
番号4290802023802）
代表者小田光昭

福岡県京都郡苅田町京
町2-23-12

本社営業所
福岡県京都郡苅
田町京町2-23-1

輸送施設の使用停止
（100日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第8
条第1項、法第17条
第1項、法第17条第
4項

令和1年6月12日、監査実施。13件の違反が認められた。(1)事業計画
(配置車両数)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法第8
条第1項)、(2)必要な員数の運転者の確保違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則（以下｢安全規則｣）第3条第1項)、(3)乗務時間等の基準の遵守
違反(安全規則第3条第4項)、(4)乗務時間等の基準なお書き違反(安全規
則第3条第4項)、(5)疾病、疲労等のおそれのある乗務(安全規則第3条第
6項)、(6)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(7)点呼の記録義務違
反(安全規則第7条第5項)、(8)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条
第5項)、(9)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、
(10)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(11)運転者
に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1項)、(12)特
定運転者に対する特別な指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(13)特
定運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)

10 10

タクシー 2019 11 25

観光第一交通株式会社
（法人番号５３７０００
１００４４５４） 代表
者北浦歳彦

宮城県仙台市若林区卸
町東１丁目１番地５６
号

泉営業所
宮城県仙台市泉
区長命ヶ丘三丁
目２６－８、９

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

令和元年１１月２５日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実
施した結果、1件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督
義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１項）

2 0

タクシー 2019 11 25

東北交通株式会社（法人
番号８３７０３０１００
０９４３） 代表者鈴木
隆男

宮城県石巻市日和ヶ丘
１丁目１９番１０号

本社営業所
宮城県石巻市の
ぞみ野２丁目１
番地１

輸送施設の使用停止
（１０日車）及び文
書警告

道路運送法第２７条
第３項

平成３１年４月１６日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として監
査を実施した結果、2件の違反が認められた。（１）乗務員台帳の規定
事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第
３７条第１項）、（２）運転者に対する指導監督義務違反（運輸規則
第３８条第１項）

1 1

タクシー 2019 11 25

有限会社周桑丹原タク
シー（法人番号
3500002015001)代表者
渡部素久

愛媛県西条市丹原町丹
原２６３

本社営業所
愛媛県西条市丹
原町丹原２６３
－２

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和元年９月１０日、労働局と合同で監査を実施したところ、１件の
違反が確認された。(1)新たに雇い入れした運転者に対して法令で定め
られた適性診断を受診させていなかったこと（旅客自動車運送事業運
輸規則第38条第2項）

0 0

貸切バス 2019 11 25

株式会社きたみ観光バス
（法人番号７４６０３０
１０００２１７） 代表
者小澤友基隆

北海道北見市東相内町
５７５番地２４

本社営業所
北海道北見市東
相内町５７５番
地２４

輸送施設の使用停止
（９０日車）及び文
書警告

道路運送法第９条の
２第１項 他４件

令和元年８月２０日及び令和元年８月２１日、その他事故、法令違
反、事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。５件の違反が認め
られた。（１）運賃料金事前届出、運賃料金変更事前届出義務違反
（道路運送法（以下「法」）第９条の２第１項）、（２）事故の記録
事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第
２６条の２）、（３）運転者に対する指導監督義務違反（運輸規則第
３８条第１項）、（４）運転者に対する指導監督の記録義務違反（運
輸規則第３８条第１項）、（５）報告義務違反（法第９４条第１項）

9 9



貸切バス 2019 11 25

カムイ観光株式会社（法
人番号９４３０００１０
７５５８４） 代表者福
惠悟

北海道夕張郡長沼町西
四線北１４番地

本社営業所
北海道空知郡南
幌町北町４丁目
６番１２号

輸送施設の使用停止
（９０日車）及び文
書警告

道路運送法第９条の
２第１項 他５件

令和元年８月２２日、新規許可等を端緒として監査を実施。６件の違
反が認められた。（１）運賃料金事前届出、運賃料金変更事前届出義
務違反（道路運送法（以下「法」）第９条の２第１項）、（２）事業
計画の変更認可義務違反［自動車車庫の位置及び収容能力］（法第１
５条第１項）、（３）運送引受書の記載事項義務違反（旅客自動車運
送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第７条の２第１項）、（４）乗
務員台帳の作成義務違反（運輸規則第３７条第１項）、（５）乗務員
台帳の記載事項義務違反（運輸規則第３７条第１項）、（６）運行管
理規程の制定義務違反（運輸規則第４８条の２第１項）

9 9

貸切バス 2019 11 25
株式会社朝日観光(法人
番号7360001018073)代
表者中村次雄

沖縄県国頭郡恩納村仲
泊1217番地1

本社営業所
沖縄県国頭郡恩
納村仲泊1217番
地1

文書警告(処分日車10
日車のため、一般貸
切旅客自動車運送事
業者に対する行政処
分等の基準3.(6)によ
る)

道路運送法第27条第
3項

令和元年7月3日、継続的な監視が必要な事業者であることを端緒に監
査実施。2件の違反が認められた。(1)乗務等の記録の記録事項不備(旅
客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第25条第1項、第2項、
第4項)、(2)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条)

29 1

貨物 2019 11 26
株式会社オッサム（法人
番号1021001028812）
代表者折田賢二

神奈川県厚木市長谷１
６７４

厚木妻田
神奈川県厚木市
妻田東２－３－
４

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下
「安全規則」）第3
条第4項

救護措置義務違反があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平
成31年4月18日及び令和元年6月17日、監査を実施。7件の違反が認め
られた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（安全規則第3条第4項）、
（2）点呼の実施義務違反等（安全規則第7条）、（3）乗務等の記録事
項義務違反（安全規則第8条第1項）、（4）運転者に対する指導監督違
反（安全規則第10条第1項）、（5）定期点検整備の実施違反（安全規
則第13条）、（6）整備管理者の研修受講義務違反（安全規則第15
条）、（7）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1
項）

6 6

貨物 2019 11 26

株式会社トランスポート
ジャコ（法人番号
4020001032474）代表
者坂本康朋

神奈川県横浜市都筑区
池辺町３４３４

本社
神奈川県横浜市
都筑区池辺町３
４３４

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下
「安全規則」）第3
条第4項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平成31年4月
5日及び令和元年5月9日、監査を実施。7件の違反が認められた。（1）
乗務時間等告示の遵守違反（安全規則第3条第4項）、（2）疾病のおそ
れのある乗務（安全規則第3条第6項）、（3）点呼の実施義務違反等
（安全規則第7条）、（4）運転者に対する指導監督違反等（安全規則
第10条第1項）、（5）高齢運転者に対する指導監督違反（安全規則第
10条第2項）、（6）運行管理者に対する指導及び監督違反（安全規則
第22条）、（7）事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条
第3項）

6 3

貨物 2019 11 26
株式会社伍晃（法人番号
6170001014415）代表
者田中延佳

和歌山県和歌山市十番
丁４８番地

本社
和歌山県和歌山
市十番丁４８番
地

輸送施設の使用停止
（140日車）

貨物自動車運送事業
法（以下「事業
法」）第17条第4項

平成30年11月7日及び同年11月14日、関係機関からの情報を端緒に監
査を実施。10件の違反が認められた。（１）事業計画変更認可違反
（自動車車庫の位置）（法第9条第1項）、（２）必要な員数の運転者
確保違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3
条第1項）、（３）乗務時間等の告示の遵守違反（安全規則第3条第4
項）、（４）健康状態の把握義務違反（安全規則第3条第6項）、
（５）点呼の実施義務違反（安全規則第7条）、（６）点呼の記録事項
義務違反（安全規則第7条第5項）、（７）点呼記録の改ざん・不実記
載（安全規則第7条第5項）、（８）運転者台帳の作成義務違反（安全
規則第9条の5第1項）、（９）運転者に対する指導監督違反（安全規則
第10条第1項）、（１０）運行管理者の講習受講義務違反（安全規則第
2条第１項）

14 14

乗合バス 2019 11 26

有限会社大沼交通（法人
番号６４４０００２００
７５５５） 代表者小林
克彦

北海道亀田郡七飯町字
大沼町２７８番地６

本社営業所
北海道亀田郡七
飯町字大沼町２
７８番地６

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第２４条第
５項 他１件

令和元年１１月２１日、長期未監査を端緒として監査を実施。２件の
違反が認められた。（１）点呼の記録事項義務違反（旅客自動車運送
事業運輸規則（以下「運輸規則」）第２４条第５項）、（２）運転基
準図の作成、運転者への指導義務違反 記載事項の不備（運輸規則第
２７条第１項）

0 0

乗合バス 2019 11 26

ジェイアールバス関東株
式会社（法人番号：
1011001029621） 代
表者 中村泰之

東京都渋谷区代々木2-
2-2

館山営業所
千葉県館山市北
条1884-2

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和元年7月9日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。1件
の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車
運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

貸切バス 2019 11 26
霞観光株式会社（法人番
号：7050001021728）
代表者 曽根正雄

茨城県行方市手賀4478-
5

本社営業所
茨城県行方市手
賀4478-5

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第25条第2
項

令和元年9月13日、定期的な監査を実施。1件の違反が認められた。(1)
乗務等の記録の記録事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第25条第2
項)

0 0

貸切バス 2019 11 26

株式会社県南観光（法人
番号：
9050001043233） 代
表者 神取三王

茨城県稲敷市市崎2237-
5

成田営業所
千葉県香取郡神
崎町小松1-1

文書警告（処分日車
数10日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3.(6)
による）

道路運送法第15条第
3項

令和元年5月28日、区域拡大を端緒に監査を実施。1件の違反が認めら
れた。(1)事業計画の事前変更届出違反(道路運送法第15条第3項)

6 1

貸切バス 2019 11 26
株式会社ＯＲＳ（法人番
号：1040001089417）
代表者 針生さやか

千葉県成田市前林823-1 本社営業所
千葉県成田市前
林823-1

文書警告（処分日車
数40日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3.(6)
による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第24条

令和元年7月19日及び令和元年7月29日、定期的な監査を実施。3件の違
反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運
輸規則(以下｢運輸規則｣)第21条第1項)､(2)点呼の実施等義務違反(運輸
規則第24条)､(3)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1
項)

4 4

貨物 2019 11 27

遠州トラック株式会社
（法人番号
8080401017124） 代
表者澤田邦彦

静岡県袋井市木原627-3 富士
静岡県富士市今
井438-2

輸送施設の使用停止
（10日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和元年6月6日、関係機関からの通知を端緒として監査実施。5件の違
反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、(2)点呼の実施義
務違反（安全規則第7条第1項及び第2項）、(3)点呼の記録義務違反
（安全規則第7条第5項）、(4)運行指示書の作成義務違反（安全規則第
9条の3第1項）、(5)運転者に対する指導監督違反（安全規則第10条第1
項）

6 1

貨物 2019 11 27

遠州トラック株式会社
（法人番号
8080401017124） 代
表者澤田邦彦

静岡県袋井市木原627-3
しまうま引
越センター

静岡県浜松市東
区白鳥町692-1

輸送施設の使用停止
（10日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和元年5月14日、関係機関からの通知を端緒として監査実施。7件の
違反が認められた。(1)点呼の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則（以下「安全規則」）第7条第5項）、(2)点呼の記録記載不備
（安全規則第7条第5項）、(3)運転者台帳の記載不備（安全規則第9条
の5第1項）、(4)運転者台帳の保存義務違反（安全規則第9条の5第2
項）、(5)運転者に対する指導監督違反（安全規則第10条第1項）、(6)
運転者に対する指導監督の記録違反（安全規則第10条第1項）、(7)運
行管理者に対する指導監督違反（安全規則第22条）

6 1

タクシー 2019 11 27

宮交タクシー株式会社
（法人番号
3350001002024） 代
表者柳田幸雄

宮崎県宮崎市新栄町91 宮崎営業所
宮崎県宮崎市新
栄町91

輸送施設の使用停止
（20日車）、文書警
告

道路運送法（以下｢
法｣）第23条第3項、
法第27条第3項

令和1年7月18日、監査実施。3件の違反が認められた。(1)乗務員台帳
の記載事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下｢運輸規
則｣）第37条第1項）､(2)特定運転者に対する特別な指導監督違反（運
輸規則第38条第2項）､(3)運行管理者の選任（解任）未届出違反（道路
運送法第23条第3項）

3 2

貸切バス 2019 11 27

富士観光バス株式会社
（法人番号
5290001044467)代表者
石丸勝之

福岡県朝倉郡筑前町依
井342番地

関西営業所
大阪府泉佐野市
上瓦屋660番地2

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和元年5月29日、同年6月5日、同年6月21日及び同年9月4日、区域拡
大を端緒に監査を実施。4件の違反が認められた。（1）運送引受書の
記載事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下、「運輸規
則」）第7条の2第1項）、（2）乗務時間等の基準の遵守違反〈運輸規
則第21条第1項）、（3）点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条第5
項）、（4）運行指示書の記載事項義務違反（運輸規則第28条の2第1
項）

0 0



貸切バス 2019 11 27

華桜国際観光株式会社
（法人番号
5430001070928）代表
者馬栩楓

北海道札幌市北区北15
条西5丁目1番7号

大阪営業所
大阪府堺市美原
区北余部61番地8

文書警告（処分日車
数40日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
（6）による）

道路運送法第27条第
3項

令和元年8月27日、区域拡大を端緒に監査を実施。4件の違反が認めら
れた。（1）点呼の実施義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以
下、「運輸規則」）第24条第1項、第2項、第3項）、（2）乗務等の記
録事項義務違反（運輸規則第25条第1項、第2項、第4項）、（3）運行
指示書の記載事項義務違反（運輸規則第28条の2第1項）、（4）整備管
理者の選任届出違反（運輸規則第45条、道路運送車両法第52条）

4 4

貸切バス 2019 11 27

有限会社澤田交通法人番
号（６２６０００２０２
２５５６ ）代表者笠井
暢人

岡山県都窪郡早島町大
字早島５８５－１

本社
岡山県都窪郡早
島町大字早島５
８５－１

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

継続監視の監査対象であることを端緒に令和元年１１月５日及び同年
１１月１９日に一般監査を実施。６件の違反が認められた。（１）運
送引受書の記載事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下運
輸規則）第７条の２第１項）（２）点呼の記録事項義務違反（運輸規
則第２４条第５項）（３）乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第２
５条第２項）（４）運行指示書の記載事項義務違反（運輸規則第２８
条の２第１項）（５）乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第３
７条第１項）（６）運転者に対する指導監督義務違反（運輸規則第３
８条第１項）

0 0

貨物 2019 11 28

エイコウ産業株式会社
（法人番号
5180301023727 ） 代
表者徳永裕幸

愛知県西尾市吉良町大
字駮馬字丸山86番地1

本社

愛知県西尾市吉
良町大字吉田字
船戸48番地3兼子
アパートＤ棟3号

輸送施設の使用停止
（10日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和元年7月9日、監査方針に基づいて監査実施。5件の違反が認められ
た。(1)点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下
「安全規則」）第7条第1項及び第2項）、(2)点呼の記録記載不備（安
全規則第7条第5項）、(3)乗務等の記録記載不備（安全規則第8条）、
(4)運行記録計による記録義務違反（安全規則第9条）、(5)特定の運転
者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）

1 1

貨物 2019 11 28
池田運送株式会社（法人
番号1120901015463）
代表者池田徹雄

大阪府摂津市東一津屋
１３－３

本社事務所

大阪府摂津市東
一津屋１３－３
Ｎステーション
ビル３０Ａ号室

輸送施設の使用停止
（110日車）

貨物自動車運送事業
法（以下「事業
法」）第17条第4項

平成30年12月11日及び平成31年1月9日、公安委員会からの通報を端緒
に監査を実施。12件の違反が認められた。（１）健康状態の把握義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第
3項）、（２）点呼の実施義務違反（安全規則第7条）、（３）点呼の
記録事項義務違反（安全規則第7条第5項）、（４）乗務等の記録義務
違反（安全規則第8条）、（５）乗務等の記録事項義務違反（安全規則
第8条）、（６）運行記録計による記録義務違反（安全規則第8条）、
（７）運転者台帳の作成義務違反（安全規則第8条の5第1項）、（８）
運転者台帳の記載事項義務違反（安全規則第9条の5第1項）、（９）運
転者に対する指導監督違反（安全規則第10条第1項）、（１０）初任運
転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）、（１
１）運行管理者の選任（解任）未届出違反（安全規則第19条）、（１
２）事故の未届出違反（法第24条）

11 11

貨物 2019 11 28

合同会社ＡＫＩＲＡ（法
人番号
4122003000770）代表
者平井礼子

大阪府東大阪市箕輪２
丁目５番１２号

本社
大阪府東大阪市
箕輪２丁目５番
１２号

輸送施設の使用停止
（175日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

平成３０年１２月４日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。１
２件の違反が認められた。（１）健康状態の把握義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第6項）、（２）
点呼の実施義務違反（安全規則第7条）、（３）点呼の記録事項義務違
反（安全規則第7条第5項）、（４）乗務等の記録義務違反（安全規則
第8条）、（５）乗務等の記録事項義務違反（安全規則第8条）、
（６）運行記録計による記録義務違反（安全規則第9条）、（７）運転
者台帳の作成義務違反（安全規則第9条の5第1項）、（８）初任運転者
及び高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第10条第2
項）、（９）定期点検整備の実施違反（３ヶ月点検）（安全規則第13
条、道路運送車両法第48条）、（１０）定期点検整備の整備記録簿記
載違反（安全規則第13条、道路運送車両法第49条）、（１１）運行管
理者の講習受講義務違反（安全規則第23条第1項）、（１２）運行管理
者補助者の要件違反（安全規則第18条第3項）

18 18

貨物 2019 11 28
進光運輸株式会社（法人
番号4120001001972）
代表者寺川明宏

大阪府大阪市鶴見区浜
５－１－２７

本店
大阪府大阪市鶴
見区浜５－１－
２７

輸送施設の使用停止
（130日車）

貨物自動車運送事業
法（以下「事業
法」）第17条第4項

平成31年1月22日及び同年1月31日、労働局からの通報を端緒に監査を
実施。12件の違反が認められた。（１）事業計画変更認可違反（自動
車車庫の位置）（事業法第9条第1項）、（２）事業計画変更事前届出
違反（各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数違反）（事業
法第9条第3項）、（３）乗務時間等の告示の遵守違反（安全規則第3条
第4項）、（４）健康状態の把握義務違反（安全規則第3条第6項）、
（５）点呼の実施義務違反（安全規則第7条）、（６）点呼の記録義務
違反（安全規則第7条第5項）、（７）乗務等の記録義務違反（安全規
則第8条）、（８）乗務等の記録事項義務違反（安全規則第8条）、
（９）運行記録計による記録義務違反（安全規則第9条）、（１０）運
転者台帳の記載事項義務違反（安全規則第9条の5第1項）、（１１）初
任運転者及び高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第
10条第2項）、（１２）社会保険等加入義務違反（事業法第25条第2
項）

13 13

タクシー 2019 11 28

北港タクシー株式会社
（法人番号
4120001070324)代表者
古知愛一郎

大阪府大阪市北区西天
満6丁目6番13号

新大阪駅
大阪府大阪市淀
川区西宮原1丁目
2番30号

輸送施設の使用停止
（48日車）

道路運送法第13条
令和元年8月19日、近畿運輸局において苦情を端緒に調査を実施。１件
の違反が認められた。運送引受義務違反（道路運送法第13条）

5 5

タクシー 2019 11 28

株式会社
TUNIUJAPAN(法人番号
3010001174871)代表者
朱春曄

東京都葛飾区西水元3-
3-19

大阪
大阪府大阪市平
野区長吉川辺三
丁目5番21号

輸送施設の使用停止
(40日車）

道路運送法第27条第
3項

令和元年8月2日、新規許可を端緒に監査を実施。3件の違反が認められ
た。(1)営業区域外旅客運送(道路運送法第20条)、(2)健康状態の把握義
務違反(旅客自動車運送事業者運輸規則(以下、「運輸規則」)第21条第5
項)、(3)乗務員台帳の記載事項義務違反(運輸規則第37条第1項)

4 4

タクシー 2019 11 28
株式会社天野交通(法人
番号9120001210098)代
表者李成一

大阪府八尾市跡部南の
町1-2-43

八尾
大阪府八尾市跡
部南の町1-2-43

輸送施設の使用停止
(60日車）

道路運送法第27条第
3項

平成31年3月20日、新規許可を端緒に監査を実施。6件の違反が認めら
れた。(1)営業区域外旅客運送(道路運送法第20条)、(2)健康状態の把握
義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、「運輸規則」)第21条第5
項)、(3)点呼の実施義務違反(運輸規則第24条第1項、第2項)、(4)点呼
の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(5)乗務等の記録義務違反
(運輸規則第25条第3項、第4項)、(6)乗務等の記録事項義務違反(運輸規
則第25条第3項、第4項)

6 6

タクシー 2019 11 28

伊佐交通観光株式会社
（法人番号
7340001007441） 代
表者古田欣也

鹿児島県伊佐市大口宮
人502-146

本社営業所
鹿児島県伊佐市
大口宮人502-146

輸送施設の使用停止
（20日車）、文書警
告

道路運送法（以下｢
法｣）第9条の3第1
項、法27条第3項

令和1年7月29日、監査実施。3件の違反が認められた。(1)運賃料金認
可、運賃料金変更認可違反（道路運送法第9条の3第1項）、(2)乗務員
台帳の記載事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下｢運輸規
則｣）第37条第1項）、(3)運行管理規程の制定義務違反（運輸規則第48
条の2）

2 2

貨物 2019 11 29

株式会社アサヒセキュリ
ティ（法人番号
5010401037148） 代
表者村田年正

東京都港区海岸2丁目4
番2号

静岡
静岡県静岡市清
水区北脇新田字
高木359番地1

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和元年10月23日、重傷事故を引き起こしたことを端緒として監査実
施。2件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第10条第1項）、(2)
特定の運転者に対する指導監督違反（安全規則第10条第2項）

0 0

貨物 2019 11 29
中村物流株式会社（法人
番号2180001085995)
代表者中村哲也

愛知県稲沢市福島町大
福寺50番地1

本社営業所
愛知県稲沢市福
島町大福寺50番1

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条
の5第1項

令和元年10月7日､監査方針に基づき､監査を実施｡2件の違反が認められ
た｡(1)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第9条の5第1項)､(2)運行管理者の選任解任届出違反(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第19条)

0 0



貨物 2019 11 29

東海西部運輸株式会社
（法人番号
9180001084784) 代表
者中野敏一

愛知県一宮市大字北小
渕字中田21番3

本社営業所
愛知県一宮市北
小渕字中田21-3

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

令和元年10月4日､重傷事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡1件の違反が認められた｡(1)運転者に対する指導監督義務違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)

0 0

タクシー 2019 11 29

松竹タクシー株式会社
(法人番号
8140001008475)代表者
渡辺幸嗣

兵庫県神戸市中央区山
本通2丁目3番10号

本社
兵庫県神戸市中
央区山本通2丁目
3番10号

輸送施設の使用停止
（90日車）

道路運送法第27条第
3項

令和元年6月11日及び同年6月17日、法令違反の疑いを端緒に監査を実
施。5件の違反が認められた。(1)健康状態の把握義務違反(旅客自動車
運送事業運輸規則(以下、「運輸規則」)第21条第5項)、(2)乗務員台帳
の記載事項義務違反(運輸規則第37条第1項)、(3)運転者に対する指導監
督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(4)整備管理者の変更届出違反(運
輸規則第45条、道路運送車両法第52条)、(5)社会保険等加入義務違反
(道路運送法第30条第2項)

9 9

タクシー 2019 11 29

ワンコイン八尾株式会社
（法人番号
9122001022192）代表
者大石 益沢

大阪府八尾市垣内1丁目
54番地

本社
大阪府八尾市垣
内1丁目54番地

文書警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数（放
置駐車違反）が過去一年以内に3件に達した。運転者に対する指導監督
義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

12 0

タクシー 2019 11 29

有限会社有田タクシー
（法人番号
4300002008271） 代
表者三枝茂利

佐賀県西松浦郡有田町
赤坂丙2351-242

本社営業所
佐賀県西松浦郡
有田町赤坂丙
2351-242

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和1年11月12日、監査実施。2件の違反が認められた。(1)乗務等の記
録事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下｢運輸規則｣）第
25条）､(2)乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条第1項）

1 1

貸切バス 2019 11 29

北海道旅行センター株式
会社（法人番号３４３０
００１０２５９０９）
代表者和泉秀明

北海道札幌市白石区北
郷３条１２丁目１番３
９号

本社営業所

北海道北広島市
大曲中央１丁目
１１番地１ シ
ティハイムハー
モニーＡ１０２

文書警告（処分日車
数５０日車のため、
一般貸切旅客自動車
運送事業者に対する
行政処分等の基準
３．（６）による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第３８条第
１項 他３件

令和元年１０月１６日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況
を端緒として監査を実施。４件の違反が認められた。（１）乗務員台
帳の作成義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規
則」）第３７条第１項）、（２）運転者に対する指導監督義務違反
（運輸規則第３８条第１項）、（３）運転者に対する指導監督の記録
義務違反（運輸規則第３８条第１項）、（４）書類の適切管理義務違
反（運輸規則第６９条）

15 5

貸切バス 2019 12 3

有限会社みつば観光バス
（法人番号：
5030002042487） 代
表者 小林保

埼玉県加須市北下新井
1667-2

本社営業所
埼玉県加須市北
下新井1667-2

事業の停止（14日
間）

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第2
項

平成31年2月19日及び平成31年2月28日、定期的な監査を実施。7件の
違反が認められた。(1)運送引受書の記載事項の不備(旅客自動車運送事
業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第7条の2第1項)､(2)疾病のおそれのある乗
務(運輸規則第21条第5項)､(3)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条
第5項)､(4)運行指示書による指示等義務違反(運輸規則第28条の2第1
項)､(5)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(6)初
任運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､(7)初任
運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)

61 14

貨物 2020 2 3

エヌケープラント 株式
会社（法人番号
3380001006088） 代
表者髙橋信洋

福島県郡山市富久山町
福原字町田108番地の3

本社営業所
福島県安達郡大
玉村大山字新三
島47番地2

輸送施設の使用停止
（190日車）、輸送の
安全確保命令及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
8条第1項、法第17
条第1項、法第17条
第4項

令和元年5月9日及び6月14日、監査方針を端緒として監査を実施した結
果、9件の違反が認められた。(1)自動車車庫の位置及び収容能力違反
［営業所との距離］（貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4
号）、(2)休憩・睡眠施設の管理、保守違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則（以下「安全規則」）第3条第3項）、(3)点呼の実施義務違反
（安全規則第7条第1項、第2項）、(4)点呼の記録［不実記載］義務違
反（安全規則第7条第5項）、(5)乗務等の記録［不実記載］義務違反
（安全規則第8条）、(6)運行記録計による記録義務違反（安全規則第9
条）、(7)運転者台帳の作成義務違反（安全規則第9条の5第1項）、(8)
運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）、(9)初任
運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）

19 19

貨物 2020 2 3

アジアマシナリーソ
リューションズ株式会社
（法人番号
5160001014061） 代
表者大崎康弘

京都市南区吉祥院観音
堂南町1番1

滋賀営業所
滋賀県栗東市出
庭520-10

文書警告
貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第17
条第4項

令和元年11月27日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。1
件の違反が認められた。（1）点呼の記録事項義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第7条第5項）

0 0

貨物 2020 2 3
松田産業株式会社（法人
番号7290801003513）
代表者松田健一郎

福岡県北九州市戸畑区
大字中原46-111

八幡営業所
福岡県北九州市
八幡東区大字枝
光1950-10

文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第4項

令和2年1月24日、監査実施。5件の違反が認められた。(1)運転者台帳
の記載事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下｢安全規
則｣）第9条の5第1項)､(2)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)､(3)乗務
時間等の基準の遵守違反(安全規則第3条第4項)､(4)運転者に対する指導
監督違反(安全規則第10条第1項)､(5)運転者に対する指導監督の記録事
項義務違反(安全規則第10条第1項)

0 0

タクシー 2020 2 3

株式会社下関平成タク
シー（法人番号
1250001005724） 代
表者藤野秀之

山口県下関市細江町2丁
目2-28

本社営業所
山口県下関市細
江町2丁目3-2

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年1月9日及び同年1月27日に死亡事故を端緒として監査を実施。2
件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（旅客自動車
運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第21条第1項）、（2）運転者
に対する指導監督義務違反（運輸規則第38条第1項）

2 0

タクシー 2020 2 3
株式会社進吾（法人番号
3360001015925） 代
表者李政勲

沖縄県豊見城市字与根
214-8

本社営業所
沖縄県豊見城市
字与根214-8

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年1月9日（木）、新規許可を端緒に監査を実施。4件の違反が認
められた。(1)点呼の実施義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以
下「運輸規則」）第24条第1項、第2項）、(2)運転者台帳の記載事項不
備（運輸規則第37条第1項）、(3)運転者に対する指導監督義務違反
（運輸規則第38条第1項）、(4)運転者に対する指導及び監督に係る記
録の作成・保存義務違反（運輸規則第38条第1項）

0 0

乗合バス 2020 2 3
一畑バス株式会社（法人
番号7280001000972）
代表者福富茂人

島根県松江市西川津町
1656-1

出雲支社
島根県出雲市上
塩冶町390-1

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和元年7月4日及び令和2年1月28日、運転中に携帯電話の操作を行っ
ていた事を端緒として監査を実施。2件の違反が認められた。（1）乗
務員台帳記載事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運
輸規則」）第37条第1項）、（2）運転者に対する指導監督義務違反
（運輸規則第38条第1項）

0 0

貸切バス 2020 2 3

株式会社家康コーポレー
ション(法人番号
9010401098491)代表者
海江田司

福岡県大野城市仲畑一
丁目7番14号

沖縄営業所
沖縄県豊見城市
字与根496 1-D

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和元年11月26日、継続的な監視が必要な事業者であることを端緒に
監査実施。2件の違反が認められた。(1)点呼記録の記載事項の不備(旅
客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第5項)、(2)定期
点検整備等の未実施(運輸規則第45条)

27 0

貨物 2020 2 4
有限会社与板運輸（法人
番号1110002029926）
代表者井上徹

新潟県長岡市与板町本
与板4260

本社営業所
新潟県長岡市与
板町本与板4260

輸送施設の使用停止
（110日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項及び
同条第4項

令和元年9月6日、監査実施。6件の違反が認められた。（1）乗務時間
等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）（2）点呼の記録違反（安全規則第7条第5項）
（3）運行指示書（安全規則第9条の3第1項）（4）運転者台帳（安全規
則第9条の5第1項）（5）指導監督告示による運転者に対する特別な指
導及び運転適性診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）（6）定期
点検整備等の未実施（道路運送車両法第48条）

11 11

貨物 2020 2 4

株式会社マルエスフリー
ジングジャンクション
（法人番号
1090001006169） 代
表者佐野強

山梨県苗吹市石和町井
戸20

本社
山梨県西八代郡
市川三郷町大塚
1125

輸送施設の使用停止
（100日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

労働局からの通報を端緒として、令和元年8月6日及び同年8月22日、監
査を実施。5件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4
項）、（2）疾病のおそれのある乗務（安全規則第3条第6項）、（3）
点呼の実施義務違反等（安全規則第7条）、（4）運行記録計による記
録義務違反（安全規則第9条）、（5）運転者に対する指導監督違反等
（安全規則第10条第1項）

10 10

貨物 2020 2 4

近物レックス株式会社
（法人番号
8080101005494） 代
表者堀内悟

静岡県駿東郡清水町伏
見字向田351

日高支店

埼玉県日高市大
字大谷澤字藤塚
元上大谷沢新田
分11-5

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

無免許運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和元
年7月30日、監査を実施。5件の違反が認められた。（1）乗務時間等告
示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）、（2）点呼の記録事項義務違反（安全規則第7条
第5項）、（3）乗務等の記録事項義務違反（安全規則第8条第1項）、
（4）運転者に対する指導監督違反（安全規則第10条第1項）、（5）運
行管理者に対する指導及び監督違反（安全規則第22条）

4 2



貨物 2020 2 4
株式会社銀河急送（法人
番号9030001021281）
代表者佐々木數博

埼玉県戸田市笹目3-10-
20

所沢
埼玉県狭山市大
字堀兼2557-1

輸送施設の使用停止
（70日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

死亡事故を引き起こしたことを端緒として、令和元年7月3日、監査を
実施。4件の違反が認められた。（1）疾病のおそれのある乗務（貨物
自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第6項）、
（2）運転者に対する指導監督違反（安全規則第10条第1項）、（3）高
齢運転者に対する指導監督違反（安全規則第10条第2項）、（4）整備
管理者の研修受講義務違反（安全規則第15条）

7 7

貨物 2020 2 4
矢島運輸株式会社（法人
番号4020001004507）
代表者小島繁廣

神奈川県横浜市港南区
日野9-42-8

本社
神奈川県横浜市
中区本牧埠頭1

輸送施設の使用停止
（200日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第5項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和元年6月13日及び同
年7月19日、監査を実施。12件の違反が認められた。（1）乗務時間等
告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）、（2）疾病のおそれのある乗務（安全規則第3条
第6項）、（3）点呼の実施義務違反等（安全規則第7条）、（4）点呼
の記録の不実記載違反（安全規則第7条第5項）、（5）乗務等の記録事
項義務違反（安全規則第8条第1項）、（6）運行記録計による記録義務
違反（安全規則第9条）、（7）運転者に対する指導監督違反等（安全
規則第10条第1項）、（8）初任運転者に対する指導監督違反（安全規
則第10条第2項）、（9）初任運転者に対する適性診断受診義務違反
（安全規則第10条第2項）、（10）運行管理者に対する指導及び監督違
反（安全規則第22条）、（11）運行管理者の解任未届出違反（安全規
則第19条）、（12）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法
第9条第1項）

20 20

貨物 2020 2 4

栄光コンテナ輸送有限会
社（法人番号
3020002058354） 代
表者長濱淳

神奈川県横浜市中区本
牧ふ頭1-1株式会社アベ
本牧埠頭物流センター1
Ｆ

本社
神奈川県横浜市
中区本牧埠頭1-1

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

死亡事故を引き起こしたことを端緒として、令和元年9月18日、監査を
実施。5件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、
（2）点呼の実施義務違反等（安全規則第7条）、（3）乗務等の記録事
項義務違反（安全規則第8条第1項）、（4）運転者に対する指導監督違
反（安全規則第10条第1項）、（5）事業計画の変更認可違反（貨物自
動車運送事業法第9条第1項）

2 2

貨物 2020 2 4
木村運輸株式会社（法人
番号9070001000810）
代表者木村弘典

群馬県前橋市幸塚町220 五代
群馬県前橋市五
代町1119-5

輸送施設の使用停止
（70日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

労働局からの通報を端緒として、令和元年8月8日及び同年9月11日、監
査を実施。6件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4
項）、（2）乗務時間等告示なお書きの遵守違反（安全規則第3条第4
項）、（3）点呼の実施義務違反等（安全規則第7条）、（4）運行指示
書による作成義務違反（安全規則第9条の3）、（5）運転者に対する指
導監督違反（安全規則第10条第1項）、（6）事業計画の変更認可違反
（貨物自動車運送事業法第9条第1項）

7 7

貨物 2020 2 4
有限会社瀬川商運（法人
番号6021002030110）
代表者瀬川幸藏

神奈川県相模原市南区
相模台7-34-10

本社
神奈川県相模原
市南区相模台7-
34-10

輸送施設の使用停止
（165日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第5項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和元年6
月7日及び同6月25日、監査を実施。11件の違反が認められた。（1）乗
務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下
「安全規則」）第3条第4項）、（2）疾病のおそれのある乗務（安全規
則第3条第6項）、（3）点呼の実施義務違反等（安全規則第7条）、
（4）点呼の記録の不実記載違反（安全規則第7条第5項）、（5）乗務
等の記録事項義務違反（安全規則第8条第1項）、（6）運転者に対する
指導監督違反等（安全規則第10条第1項）、（7）事故惹起・初任・高
齢運転者に対する指導監督違反（安全規則第10条第2項）、（8）事故
惹起・初任・高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第
10条第2項）、（9）定期点検整備の実施違反（安全規則第13条）、
（10）整備管理者の研修受講義務違反（安全規則第15条）、（11）運
行管理補助者の要件違反（安全規則第18条第3項）

17 17

貨物 2020 2 4

サントリーロジスティク
ス株式会社（法人番号
2120001030809） 代
表者武藤多賀志

大阪府大阪市北区堂島
浜2-2-28

甲府事業所
山梨県中巨摩郡
昭和町築地新居
字大島1768-1

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第2項

法令違反の疑いがあることを端緒として、令和元年10月23日及び同年
10月25日、監査を実施。5件の違反が認められた。（1）乗務時間等告
示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）、（2）点呼の記録事項義務違反（安全規則第7条
第5項）、（3）運転者に対する指導監督違反等（安全規則第10条第1
項）、（4）初任運転者に対する指導監督違反（安全規則第10条第2
項）、（5）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第10
条第2項）

1 1

貨物 2020 2 4

有限会社ロードワークス
（法人番号
8040002064346） 代
表者五百籏頭俊之

千葉県千葉市中央区鶴
沢町20-16ユニバース千
葉ビル6Ｆ（旧：千葉県
千葉市中央区松波3-11-
19藤建ビル101）

千葉本社
千葉県千葉市中
央区都町1106-1

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

無免許運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和元
年5月10日及び同年5月20日、監査を実施。5件の違反が認められた。
（1）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下
「安全規則」）第7条）、（2）運転者に対する指導監督違反等（安全
規則第10条第1項）、（3）初任運転者に対する指導監督違反（安全規
則第10条第2項）、（4）初任運転者に対する適性診断受診義務違反
（安全規則第10条第2項）、（5）事業計画の変更認可違反（貨物自動
車運送事業法第9条第1項）

3 3

貨物 2020 2 4

有限会社トラフィック関
西（法人番号
8140002034801） 代
表者長谷川均

兵庫県丹波市市島町中
竹田881番地1

本社営業所
兵庫県丹波市市
島町中竹田881番
地1

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項

令和元年8月6日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。5件の違
反が認められた。（1）乗務時間等の告示の遵守違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）健康状態
の把握義務違反（安全規則第3条第6項）、（3）点呼の記録事項義務違
反（安全規則第7条第5項）、（4）運転者台帳の作成義務違反（安全規
則第9条の5第1項）、（5）初任運転者に対する適性診断受診義務違反
（安全規則第10条第2項）

4 4

貨物 2020 2 4
合同運送有限会社（法人
番号3170002008757）
代表者高野元伸

和歌山県田辺市秋津町
字上新田733-1

本店営業所
和歌山県田辺市
秋津町字上新田
733-1

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
9条第1項

令和元年9月26日及び同年9月27日、死亡事故を引き起こしたことを端
緒に監査を実施。6件の違反が認められた。（1）事業計画変更認可違
反（貨物自動車利用運送を行うか否かの違反）（法第9条第1項）、
（2）事業計画変更事前届出違反（各営業所に配置する事業用自動車の
種別ごとの数違反）（法第9条第3項）、（3）健康状態の把握義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第6
項）、（4）点呼の記録事項義務違反（安全規則第7条第5項）、（5）
高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）、
（6）報告義務違反（法第60条第1項）

1 1

貨物 2020 2 4

株式会社吉岡エンタープ
ライズ（法人番号
9260001016928） 代
表者新地俊介

岡山県倉敷市神田3丁目
3-19

本社営業所
岡山県倉敷市神
田3丁目3-19

輸送施設の使用停止
（40日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項、同条第
4項及び法第18条1
項

平成31年3月18日及び令和年8月5日、情報提供を端緒として監査を実
施。5件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、
（2）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項、第2項及び第3項）、
(3)点呼の記録事項義務違反（安全規則第7条第5項）、（4）乗務等の
記録事項義務違反（安全規則第8条第1項）、（5）運行管理補助者の要
件違反（安全規則第18条第3項）

4 4

貨物 2020 2 4
株式会社永田林業（法人
番号6340001012021）
代表者永田修一

鹿児島県出水市野田町
下名2579ｰ5

本社営業所
鹿児島県出水市
野田町下名2579-
5

輸送施設の使用停止
(30日車)

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

令和1年10月21日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)過積載運送
(貨物自動車運送事業法第17条第3項)

3 3



貨物 2020 2 4
株式会社マルニシ（法人
番号2290801005720）
代表者西川隆啓

福岡県北九州市門司区
新門司北2-4-3

本社営業所
福岡県北九州市
門司区新門司北
2-4-3

輸送施設の使用停止
(30日車)、文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項、法第17条
第4項

令和1年9月27日、監査実施。7件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下｢安全規
則｣）第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(3)点呼
の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(4)事故の記録事項義務違
反(安全規則第9条の2)、(5)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第
9条の5第1項)、(6)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1
項)、(7)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条
第1項)

3 3

乗合バス 2020 2 4

北鉄金沢バス株式会社
（法人番号
2220001007986） 代
表者田口成樹

石川県金沢市割出町556 北部営業所
石川県金沢市柳
橋町ニの8-2

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和元年10月10日、監査実施。1件の違反が認められた。（1）乗務時
間等告示の遵守違反（旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項）

1 0

乗合バス 2020 2 4

北鉄金沢バス株式会社
（法人番号
2220001007986） 代
表者田口成樹

石川県金沢市割出町556 中央営業所
石川県金沢市割
出町612-1

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和元年10月16日、監査実施。1件の違反が認められた。（1）乗務時
間等告示の遵守違反（旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項）

1 0

貸切バス 2020 2 4

株式会社笹目観光バス
（法人番号
2030001021453） 代
表者小平やす枝

埼玉県戸田市美女木3-
11-5

本社営業所
埼玉県戸田市美
女木3-11-5

輸送施設の使用停止
（180日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第7条の2第
2項

令和元年6月18日、定期的な監査を実施。6件の違反が認められた。(1)
運送引受書の保存義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規
則｣)第7条の2第2項)､(2)点呼の記録保存義務違反(運輸規則第24条第5
項)､(3)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(4)点
検整備関係義務違反(運輸規則第45条第1号)､(5)整備管理者の研修受講
義務違反(運輸規則第46条)､(6)運行管理者に対する講習受講義務違反
(運輸規則第48条の4第1項)

18 18

貸切バス 2020 2 4

東観光バス株式会社（法
人番号
3070001014048） 代
表者中島俊幸

群馬県伊勢崎市境上渕
名1186

さいたま営
業所

埼玉県児玉郡上
里町勅使河原
1598-1

文書警告（処分日車
数30日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3.(6)
よる）

旅客自動車運送事業
運輸規則第26条第1
項

令和元年11月5日、区域拡大を行ったことを端緒に監査を実施。3件の
違反が認められた。(1)点呼の記録事項義務違反(旅客自動車運送事業運
輸規則(以下｢運輸規則｣)第24条第5項)､(2)運行記録計による記録義務違
反(運輸規則第26条第1項)､(3)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規
則第38条第1項)

3 3

貸切バス 2020 2 4

株式会社田仲屋観光バス
（法人番号
6050001025671） 代
表者宇津木秀樹

茨城県稲敷市西代726-2 本社営業所
茨城県稲敷市西
代665

文書警告（処分日車
数40日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3.(6)
による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第24条第5
項

令和元年12月17日、定期的な監査を実施。3件の違反が認められた。
(1)点呼の記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)
第24条第5項)､(2)乗務等の記録の記録事項不備(運輸規則第25条第2項)､
(3)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)

4 4

貸切バス 2020 2 4

株式会社Ｗｉｓｅ Ｗｉ
ｄｅ Ｃｏｒｐｏｒａｔ
ｉｏｎ（法人番号
5060001028336） 代
表者矢部広智

栃木県宇都宮市上金井
町552-2

本社営業所
栃木県宇都宮市
上金井町584-1

文書警告（処分日車
数20日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3.(6)
による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第2
項

令和元年12月9日及び令和元年12月17日、定期的な監査を実施。3件の
違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運
送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第38条第1項)､(2)初任運転者に対する
適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)､(3)報告義務違反(道路運
送法第94条第1項)

2 2

貸切バス 2020 2 4

セントラル交通株式会社
（法人番号
2240001044152 ） 代
表者吉野博之

広島県東広島市志和町
志和東4333－16

本社営業所
広島県東広島市
志和町志和東
4333－16

文書警告（処分日車
数50日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

道路運送法第27条第
3項

令和元年11月19日、継続監視の監査対象であることを端緒として監査
実施。7件の違反が認められた。(1)点呼の記載事項義務違反（旅客自動
車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第24条第5項）(2)乗務等の
記録事項義務違反（運輸規則第25条第1項及び第2項）(3)運転者に対す
る指導監督義務違反（運輸規則第38条第1項）(4)運転者に対する指導
監督の記録事項義務違反（運輸規則第38条第1項）(5）特定の運転者に
対する特別な指導義務違反（運輸規則第38条第2項）（6）初任運転者
に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第38条第2項）（7）定期点
検整備の実施違反（運輸規則第45条）

9 5

貨物 2020 2 5

有限会社カナオキ産業
（法人番号
1120002051490） 代
表者金沖孝師

大阪府大阪市東住吉区
公園南矢田3丁目18番4
号

本社営業所
大阪府大阪市東
住吉区公園南矢
田3丁目18番4号

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第17
条第4項

令和元年6月28日及び同年9月19日、関係機関からの情報を端緒に監査
を実施。8件の違反が認められた。（1）事業計画変更認可違反（自動
車車庫の位置）（法第9条第1項）、（2）事業計画変更事前届出違反
（各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数違反）（法第9条第
3項）、（3）乗務時間等の告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（4）点呼の実施義務違
反（安全規則第7条）、（5）点呼の記録事項義務違反（安全規則第7条
第5項）、（6）乗務等の記録事項義務違反（安全規則第8条）、（7）
定期点検整備の実施違反（3ヶ月点検）（安全規則第13条、道路運送車
両法第48条）、（8）運行管理者補助者の要件違反（安全規則第18条第
3項）

6 6

貨物 2020 2 5

株式会社カーフィックス
（法人番号
9120101027616） 代
表者西村元晴

大阪府堺市東区草尾
338-4

堺営業所
大阪府堺市東区
草尾338-4

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和元年8月26日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。6件の
違反が認められた。（1）乗務時間等の告示の遵守違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）健康状
態の把握義務違反（安全規則第3条第6項）、（3）点呼の実施義務違反
（安全規則第7条）、（4）点呼の記録事項義務違反（安全規則第7条第
5項）、（5）乗務等の記録義務違反（安全規則第8条）、（6）乗務等
の記録事項義務違反（安全規則第8条）

6 6

貸切バス 2020 2 5
全但バス株式会社(法人
番号4140001046537)
代表者桐山徹郎

兵庫県養父郡八鹿町八
鹿113番地1号

豊岡
兵庫県豊岡市梶
原字竹ヶ渕337番
地1号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和元年12月23日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。1件の違
反が認められた。運転者に対する指導監督義務違反（旅客自動車運送
事業運輸規則第38条第1項）

0 0

貨物 2020 2 6
株式会社ルート（法人番
号6460001003719）
代表者小幡正男

北海道釧路市星が浦大
通1丁目1番12号

北見営業所
北海道北見市東
相内町654番1

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和2年1月15日及び令和2年1月24日、労働局からの通報等を端緒とし
て監査を実施。1件の違反が認められた。(1)点呼の記録事項義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）

0 0

貨物 2020 2 6

株式会社東基サービス
（法人番号
5011601004689） 代
表者千明賢治

東京都練馬区貫井3-43-
3

本社
東京都練馬区貫
井3-43-3

文書警告
貨物自動車運送事業
法第9条第3項

酒気帯び運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和
元年9月20日及び同年10月10日、監査を実施。1件の違反が認められ
た。（1）事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）

0 0

貨物 2020 2 6
株式会社スギ急送（法人
番号8120901014418）
代表者野田武志

大阪府茨木市山手台５
丁目７番１４号

本社営業所
大阪府茨木市山
手台５丁目７番
１４号

輸送施設の使用停止
（150日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

平成31年1月23日及び同年2月20日、関係機関からの情報を端緒に監査
を実施。8件の違反が認められた。（1）健康状態の把握義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第6項）、
（2）点呼の実施義務違反（安全規則第7条）、（3）点呼の実施不適切
（安全規則第7条）、（4）アルコール検知器備え義務違反（安全規則
第7条第4項）、（5）乗務等の記録事項義務違反（安全規則第8条）、
（6）乗務等の記録保存義務違反（安全規則第8条）、（7）運行記録計
による記録義務違反（安全規則第9条）、（8）運転者台帳の記載事項
義務違反（安全規則第9条の5第1項）

15 15

貨物 2020 2 6

不二商物流株式会社（法
人番号
2122001012349） 代
表者上田博明

大阪府八尾市東町6-11-
18

本社営業所
大阪府八尾市東
町6-11-18

輸送施設の使用停止
（125日車）

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第17
条第4項

令和元年8月19日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。7件の違
反が認められた。（1）事業計画変更認可違反（自動車車庫の位置）
（法第9条第1項）、（2）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第8条）、（3）運行記録計に
よる記録義務違反（安全規則第9条）、（4）運転者台帳の記載事項義
務違反（安全規則第9条の5第1項）、（5）高齢運転者に対する適性診
断受診義務違反（安全規則第10条第2項）、（6）運行管理者の講習受
講義務違反（安全規則第23条第1項）、（7）定期点検整備の実施違反
（3ヶ月点検）（安全規則第13条、道路運送車両法第48条）

13 13



貨物 2020 2 6

株式会社ワールドトラン
ス（法人番号
7140001067753） 代
表者福田大介

兵庫県神戸市長田区野
田町8丁目5番3号

本店営業所
兵庫県神戸市中
央区港島2丁目6
番地

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項

令和元年8月1日、死亡事故を引き起こしたことを端緒に監査を実施。3
件の違反が認められた。（1）乗務時間等の告示の遵守違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）乗
務等の記録事項義務違反（安全規則第8条）、（3）高齢運転者に対す
る適性診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）

1 1

貨物 2020 2 6
丸点通運株式会社（法人
番号3470001003877)
代表者塩田嘉明

香川県高松市朝日町5丁
目15-1

高松支店
香川県高松市朝
日町5丁目15-1

文書警告
貨物自動車運送事業
法第9条第3項前段

令和元年10月8日、貨物自動車運送事業に関する監査方針に基づき監査
を実施したところ、1件の違反が確認された。(1)営業所に配置する車両
数等の変更を届け出ていなかったこと（貨物自動車運送事業法施行規
則（以下「施行規則」）第6条第1項第1号）

10 0

貨物 2020 2 6
丸点通運株式会社（法人
番号3470001003877)
代表者塩田嘉明

香川県高松市朝日町5丁
目15-1

高知支店
高知県高知市布
師田3936-1

輸送施設の使用停止
（100日車)及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法第9条第3項前段、
第17条第1項、同条
第4項、第18条第3
項

令和元年10月17日及び同年10月31日、死亡事故を端緒として監査を実
施したところ、11件の違反が確認された。(1)営業所に配置する車両数
等の変更を届け出ていなかったこと貨物自動車運送事業法施行規則
（以下「施行規則」）第6条第1項第1号）、(2)運転者の過労防止に関
する措置が不適切であり、所定の拘束時間の限度を超え、また所定の
休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと（貨
物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、
(3)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、１箇月の拘束時間
の限度を超えて乗務していた者があったこと（安全規則第3条第4
項）、(4)運転者の健康状態の把握が確実になされていなかったこと
（安全規則第3条第6項）、(5)運転者に対する点呼が確実になされてい
なかったこと（安全規則第7条第1項、第2項、第3項）、(6)運転者に対
する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと（安全規則第7条
第5項）、(7)運転者の乗務について定められた事項の記録が不適切で
あったこと（安全規則第8条）、(8)新たに雇い入れした運転者に対して
事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項について
の特別な指導が不適切だったこと（安全規則第10条第2項）、(9)新た
に雇い入れした運転者に対して法令で定められた適性診断を受診させ
ていなかったこと（安全規則第10条第2項）、(10)整備管理者の変更の
届け出をしていなかったこと（安全規則第13条）、(11)運行管理者の
解任の届け出をしていなかったこと（安全規則第19条）

10 10

タクシー 2020 2 6

株式会社ＷＯＲＬＤ Ｃ
ＡＢＩＮ（法人番号
1011101059873） 代
表者河村?玲

東京都新宿区新宿5-17-
13 ORIENTAL-WAVE
ビル6階

東京営業所
東京都足立区保
木間1-7-9

文書警告

道路運送法（以下
「運送法」）第27条
第3項、運送法第94
条第1項、道路運送
車両法（以下「車両
法」）第48条

令和元年10月2日、新規許可を受けたことを端緒として監査を実施。3
件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動
車運送事業運輸規則第38条第1項)､(2)定期点検整備の未実施(車両法第
48条)､(3)報告義務違反(運送法第94条第1項)

2 0

タクシー 2020 2 6

春日井運輸株式会社（法
人番号
3180001073875） 代
表者奥村高博

愛知県春日井市篠木町7
丁目6番地の7

本社営業所
愛知県春日井市
八事町2丁目166
番地

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年1月7日、監査方針に基づいて監査実施。1件の違反が認められ
た。(1)点呼の記録記載不備（旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5
項）

16 0

タクシー 2020 2 6 中尾修 大阪府大阪市北区
大阪府大阪市北
区

輸送施設の使用停止
（48日車）

道路運送法(以下
「法」)第13条

令和元年11月7日、苦情を端緒として調査を実施。1件の違反が認めら
れた。運送引受義務違反（法第13条）

5 5

タクシー 2020 2 6

桂川タクシー有限会社
（法人番号
9290002044883） 代
表者福澤俊輝

福岡県嘉穂郡桂川町大
字寿命160-4

本社営業所
福岡県嘉穂郡桂
川町大字寿命
160-4

輸送施設の使用停止
(30日車)、文書警告

道路運送法（以下｢
法｣）第23条第3項、
法第27条第3項

令和1年8月23日、監査実施。12件の違反が認められた。(1)疾病、疲労
等のおそれのある乗務（旅客自動車運送事業運輸規則（以下｢運輸規
則｣）第21条第5項）、(2)点呼の実施義務違反（運輸規則第24条）、
(3)乗務員台帳の作成義務違反（運輸規則第37条第1項）、(4)乗務員台
帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条第1項）、(5)運転者に対する
指導監督違反（運輸規則第38条第1項）、(6)運転者に対する指導監督
の記録又は指導監督の記録保存違反（運輸規則第38条第1項）、(7)運
転者に対する指導監督の記載事項義務違反（運輸規則第38条第1項）、
(8)特定運転者に対する特別な指導監督違反（運輸規則第38条第2
項）、(9)特定運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第38条
第2項）、(10)運行管理規程の制定義務違反（運輸規則第48条の2）、
(11)運行管理者の選任（解任）未届出違反（法第23条第3項）、(12)運
行管理者の補助者の要件違反（運輸規則第47条の9第3項）

3 3

タクシー 2020 2 6
第一交通株式会社（法人
番号7320001002659）
代表者早瀬勇治

大分県別府市石垣東9-
2-20

別府営業所
大分県別府市石
垣東9-2572

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年1月8日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)乗務員台帳の
記載事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第37条第1項）

0 0

タクシー 2020 2 6
アサヒ交通株式会社（法
人番号8080001000190)
代表者釼持壽雄

静岡県静岡市葵区南瀬
名町22番45号

瀬名営業所
静岡県静岡市南
瀬名町22番43号

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第26条の2

令和2年1月8日、監査方針に基づき、監査を実施。2件の違反が認めら
れた。(1)事故の記録記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則第26
条の2)､(2)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸
規則第38条第1項)

0 0

貸切バス 2020 2 6
太陽交通株式会社（法人
番号6290801015261）
代表者堀貫治

福岡県行橋市宮市町4-2 中津営業所
大分県中津市下
宮永554-1

文書警告（処分日車
数20日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

道路運送法第27条第
3項

令和1年12月19日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)点呼の記録
事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項）

2 2

貨物 2020 2 7

株式会社ディ・エス物流
（法人番号
7010001144094） 代
表者塚田英紀

東京都大田区東糀谷6-
1-27

長野営業所
長野県長野市稲
里町田牧1548

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第1項

令和元年10月29日、監査実施。1件の違反が認められた。（1）乗務時
間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）

0 0

貨物 2020 2 7
山本運送有限会社（法人
番号7210002010779）
代表者山本美津治

福井県敦賀市中45号生
水尻17-2

本社営業所
福井県敦賀市中
45号生水尻17-2

輸送施設の使用停止
（150日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和元年8月9日及び9月2日、死亡事故を引き起こしたことを端緒とし
て監査実施。9件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4
項）、(2)健康状態の把握義務違反（安全規則第3条第6項）、(3)点呼の
実施義務違反（安全規則第7条第1項及び第2項）、(4)点呼の記録記載
不備（安全規則第7条第5項）、(5)乗務等の記録記載不備（安全規則第
8条）、(6)運転者台帳の作成義務違反（安全規則第9条の5第1項）、(7)
運転者台帳の記載不備（安全規則第9条の5第1項）、(8)運転者に対す
る指導監督違反（安全規則第10条第1項）、(9)特定の運転者に対する
指導監督違反（安全規則第10条第2項）

20 15

貨物 2020 2 7
株式会社金田運輸（法人
番号7180001075703）
代表者金田澄人

愛知県小牧市大字東田
中字大杁1338

本社営業所
愛知県小牧市大
字東田中字大杁
1338

輸送施設の使用停止
（100日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和元年4月18日、関係機関からの情報を端緒として監査実施。9件の
違反が認められた。(1)健康状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第6項）、(2)定期点検整備の
実施違反（安全規則第3条の2）、(3)点呼の実施義務違反（安全規則第
7条第1項及び第2項）、(4)点呼の記録義務違反（安全規則第7条第5
項）、(5)点呼の記録記載不備（安全規則第7条第5項）、(6)運行記録計
による記録義務違反（安全規則第9条）、(7)運転者台帳の作成義務違反
（安全規則第9条の5第1項）、(8)特定の運転者に対する指導監督違反
（安全規則第10条第2項）、(9)特定の運転者に対する適性診断受診義
務違反（安全規則第10条第2項）

10 10



タクシー 2020 2 7

宮城タクシー株式会社
（法人番号
6370001002382） 代
表者千葉武弘

宮城県仙台市太白区富
田字京ノ北109（56B－
10L）

本社営業所

宮城県仙台市太
白区富田字京ノ
北109（56B－
10L）

輸送施設の使用停止
（60日車）及び文書
警告

道路運送法第27条第
3項

令和元年11月14日、重傷事故を引き起こしたことを端緒として監査を
実施した結果、4件の違反が認められた。(1)疾病・疲労等のおそれのあ
る乗務（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第21条第5
項）、(2)運転者に対する指導監督義務違反（運輸規則第38条第1
項）、(3)高齢運転者に対する指導義務違反（運輸規則第38条第2
項）、(4)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第38条
第2項）

6 6

貸切バス 2020 2 7

有限会社ホテル天竜閣
（法人番号
8100002016431） 代
表者今井和昭

長野県上田市西内916-5 本社営業所
長野県上田市西
内904

文書警告（処分日車
数10日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

道路運送法第27条第
3項

令和元年11月20日、監査実施。１件の違反が認められた。（1）定期点
検整備等の未実施（道路運送車両法第48条）

20 1

貸切バス 2020 2 7
株式会社CKT企画（法人
番号6330001006684）
代表者萩野公一

熊本県熊本市東区津江
3-4-12

本社営業所
熊本県熊本市東
区津江3-4-12

文書警告（処分日車
数20日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

道路運送法第27条第
3項

令和1年12月20日、監査実施。3件の違反が認められた。(1)疾病、疲労
等のおそれのある乗務（旅客自動車運送事業運輸規則（以下｢運輸規
則｣）第21条第5項）､(2)点呼の実施義務違反（運輸規則第24条）､(3)
点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条第5項）

2 2

貨物 2020 2 12

エボシ山急送株式会社
（法人番号
3100001010753） 代
表者齋藤佳久

長野県東御市大字祢津
971-9

本社営業所
長野県東御市大
字祢津971-9

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項及び
同条第4項

令和元年6月12日、監査実施。5件の違反が認められた。（1）乗務時間
等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）（2）点呼の実施違反（安全規則第7条第1項～第2
項）（3）点呼の記録違反（安全規則第7条第5項）（4）乗務等の記録
違反（安全規則第8条）

1 1

貨物 2020 2 12
丸伊運輸株式会社（法人
番号2012401001615）
代表者伊藤公一

東京都府中市住吉町5-
3-44

栃木
栃木県栃木市岩
舟町静2932-3

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

死亡事故を引き起こしたことを端緒として、令和元年9月25日及び同年
10月9日、監査を実施。1件の違反が認められた。（1）疾病のおそれの
ある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）

2 2

貨物 2020 2 12
株式会社伊藤陸運（法人
番号7180001014082 ）
代表者伊藤陽高

愛知県名古屋市南区東
又兵ヱ町1-39

知立営業所
愛知県知立市上
重原町長篠37-1

輸送施設の使用停止
（10日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第2
号

令和元年8月23日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として監査実
施。2件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第10条第1項）、(2)
整備管理者の研修受講義務違反（安全規則第3条の4）

1 1

貨物 2020 2 12

ウエムラ物流株式会社
（法人番号
2140001023026） 代
表者上村誠

兵庫県神戸市中央区港
島8丁目11番6

本社営業所
兵庫県神戸市中
央区港島8丁目11
番6

輸送施設の使用停止
（100日車）

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第17
条第1項

令和元年8月29日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。10件の
違反が認められた。（1）乗務時間等の告示の遵守違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）健康状
態の把握義務違反（安全規則第3条第6項）、（3）点呼の実施義務違反
（安全規則第7条）、（4）点呼の記録義務違反（安全規則第7条第5
項）、（5）点呼の記録事項義務違反（安全規則第7条第5項）、（6）
乗務等の記録事項義務違反（安全規則第8条）、（7）運転者台帳の記
載事項義務違反（安全規則第9条の5第1項）、（8）整備管理者の研修
受講義務違反（安全規則第15条）、（9）運行管理者の講習受講義務違
反（安全規則第23条第1項）、（10）事故の未届出違反（法第24条）

10 10

タクシー 2020 2 12

アルピコタクシー株式会
社（法人番号
4100001012699） 代
表者古田龍治

長野県松本市南松本1-
1-25

松本営業所
長野県松本市南
松本1-1-25

輸送施設の使用停止
（60日車）

道路運送法第27条第
3項

令和元年5月21日、監査実施。3件の違反が認められた。（1）乗務員台
帳の作成、備付け義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第37条第1
項）（2）無車検運行（道路運送車両法第58条第1項）（3）定期点検整
備等の未実施（道路運送車両法第48条）

6 6

タクシー 2020 2 12

新富自動車株式会社（法
人番号
2230001001195） 代
表者野上徹

富山県富山市今泉西部
町3-9

富山南営業
所

富山県富山市上
野322

輸送施設の使用停止
（10日車）

道路運送法第27条第
3項

令和元年10月23日、監査実施。1件の違反が認められた。（1）運転者
に対する指導監督告示による運転者に対する特別な指導及び適性診断
受診義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項）

1 1

タクシー 2020 2 12

省東自動車株式会社（法
人番号
1011401003119） 代
表者佐藤伸好

東京都板橋区前野町6-
11-1

本社営業所
東京都板橋区前
野町6-11-1

輸送施設の使用停止
（10日車）

道路運送法第27条第
3項

令和元年5月22日及び令和元年6月11日、労働局からの通知を端緒とし
て監査を実施。3件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義
務違反(旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第38条第1
項)､(2)高齢運転者に対する告示で定める特別な指導義務違反(運輸規則
第38条第2項)､(3)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則
第38条第2項)

1 1

タクシー 2020 2 12
日本交通株式会社（法人
番号7011501015891）
代表者山岡章

東京都北区浮間5-4-51
3階101号

新木場営業
所

東京都江東区新
木場1-17-6

輸送施設の使用停止
（17日車）

道路運送法第27条第
3項

令和元年7月31日及び令和元年8月21日、死亡事故があった旨公安委員
会からの通知を端緒として監査を実施。2件の違反が認められた。(1)乗
務時間等の基準の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸
規則」）第21条第1項)､(2)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則
第38条第1項)

4 2

タクシー 2020 2 12
株式会社ＷＥＳＴ（法人
番号6080401016747）
代表者吉野修

静岡県磐田市二之宮
1023番地1

本社営業所
静岡県磐田市二
之宮1023番地1

輸送施設の使用停止
（111日車）及び文書
警告

道路運送法（以下
「法」）第27条第3
項

令和元年6月24日、監査方針に基づいて監査実施。17件の違反が認めら
れた。(1)事業計画変更認可違反【車庫】（法第15条第1項）、(2)事業
計画変更事後届出違反【主たる事務所】（旅客自動車運送事業運輸規
則（以下「運輸規則」）第15条の2第1項1号、(3)事業計画変更事後届
出違反【営業所】（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規
則」）第15条の2第1項2号、(4)健康状態の把握義務違反（運輸規則第
21条第5項）、(5)点呼の実施義務違反（運輸規則第24条第1及び第2
項）、(6)点呼の実施不適切（運輸規則第24条第1項及び第2項）、(7)点
呼の記録記載不備（運輸規則第24条第5項）、(8)特定の運転者に対す
る指導監督違反（運輸規則第38条第2項）、(9)特定の運転者に対する
適性診断受診義務違反（運輸規則第38条第2項）、(10)整備管理者の研
修受講義務違反（運輸規則第46条）、(11)運行管理規程の制定事項不
適切（運輸規則第48条の2第1項）、(12)運行管理者の講習受講義務違
反（運輸規則第48条の4第1項）、(13)報告義務違反（法第94条第1
項）、(14)休憩、仮眠又は睡眠のための施設の変更届出違反（道路運送
法施行規則（以下「施行規則」）第66条第1項第6号、(15)氏名若しく
は名称、又は住所の変更届出違反（施行規則第66条第1項第7号、(16)
乗務員台帳の作成義務違反（運輸規則第37条第1項）、(17)乗務員台帳
の記載不備（運輸規則第37条第1項）

12 12

タクシー 2020 2 12
中央交通株式会社（法人
番号9180001031266）
代表者大和直樹

愛知県名古屋市中村区
寿町3番地

中村営業所
愛知県名古屋市
中村区寿町3番地

輸送施設の使用停止
（10日車）及び文書
警告

道路運送法第27条第
3項

令和元年9月18日、重傷事故を引き起こしたことを端緒として監査実
施。2件の違反が認められた。(1)点呼の記録記載不備（旅客自動車運送
事業運輸規則（以下「運輸規則」）第24条第5項）、(2)運転者に対す
る指導監督違反（運輸規則第38条第1項）

1 1

タクシー 2020 2 12

柳井第一交通株式会社
（法人番号
3250001012603） 代
表者栗原教臣

山口県柳井市中央2丁目
8-7

本社営業所
山口県柳井市中
央2丁目8-7

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和元年11月7日及び同年12月19日に健康起因による死亡事故を端緒と
して監査を実施。4件の違反が認められた。（1）点呼の記録義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第24条第5項）、
（2）点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条第5項）、（3）運転者
に対する指導監督義務違反（運輸規則第38条第1項）、（4）運転者に
対する指導監督の記録事項義務違反（運輸規則第38条第1項）

0 0

乗合バス 2020 2 12

船橋新京成バス株式会社
（法人番号
7040001028757） 代
表者足原潤一

千葉県鎌ヶ谷市くぬぎ
山4-1-12

鎌ケ谷営業
所

千葉県鎌ヶ谷市
鎌ヶ谷1-8-2

輸送施設の使用停止
（40日車）

道路運送法第13条

令和元年7月31日、法令違反の疑いがある旨の情報を端緒に監査を実
施。2件の違反が認められた。(1)運送引受義務違反(道路運送法第13
条)､(2)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則
第38条第1項)

4 4



貸切バス 2020 2 12

有限会社ケイエル観光
（法人番号
8040002082703） 代
表者小林武

千葉県長生郡長生村七
井土1438-1

本社営業所
千葉県長生郡長
生村七井土1438-
1

輸送施設の使用停止
（240日車）

道路運送法第9条の2
第1項

平成31年4月23日及び令和元年5月7日他、法令違反の疑いがある旨の情
報を端緒に監査を実施。9件の違反が認められた。(1)運賃料金変更事前
届出違反(道路運送法第9条の2第1項)､(2)乗務時間等告示の遵守違反(旅
客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第21条第1項)､(3)疾病のお
それのある乗務(運輸規則第21条第5項)､(4)点呼の記録事項義務違反(運
輸規則第24条第5項)､(5)運行記録計による記録義務違反(運輸規則第26
条第1項)､(6)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1
項)､(7)高齢運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2
項)､(8)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2
項)､(9)運行管理者に対する講習受講義務違反(運輸規則第48条の4第1
項)

24 24

貸切バス 2020 2 12

株式会社ＣＲＵＩＳＩＮ
Ｇ ＷＯＲＬＤ（法人番
号2040001045526）
代表者髙木裕介

千葉県成田市川上245-
1250

本社営業所
千葉県成田市川
上245-1250

輸送施設の使用停止
（460日車）

道路運送法第20条

平成30年12月12日及び平成30年12月17日他、定期的な監査を実施。16
件の違反が認められた。(1)営業区域外旅客運送(道路運送法(以下｢法｣)
第20条)､(2)運行管理者の解任届出違反(法第23条第3項)､(3)運送引受書
の保存義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第7条の
2第2項)､(4)乗務時間等告示の遵守違反(運輸規則第21条第1項)､(5)営業
所で勤務を終了することができない運行を指示する場合における睡眠
施設の整備又は確保並びに管理等義務違反(運輸規則第21条第3項)､(6)
疾病のおそれのある乗務(運輸規則第21条第5項)､(7)点呼の実施等義務
違反(運輸規則第24条)､(8)乗務等の記録の記録事項不備(運輸規則第25
条第2項)､(9)乗務等の記録保存義務違反(運輸規則第25条第2項)､(10)運
行記録計による記録義務違反(運輸規則第26条第1項)､(11)運行指示書の
記載事項不備(運輸規則第28条の2第1項)､(12)運行指示書の保存義務違
反(運輸規則第28条の2第2項)､(13)運転者に対する指導監督義務違反(運
輸規則第38条第1項)､(14)高齢運転者に対する特別な指導義務違反(運輸
規則第38条第2項)､(15)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸
規則第38条第2項)､(16)報告義務違反(法第94条第1項)

46 46

貸切バス 2020 2 12

廣見エンタープライズ株
式会社（法人番号
6050002034085） 代
表者廣見信行

千葉県香取郡多古町北
中58-3

本社営業所
千葉県香取郡多
古町北中58-3

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第24条第5
項

令和元年11月13日及び令和元年11月26日、定期的な監査を実施。2件
の違反が認められた。(1)点呼の記録事項義務違反(旅客自動車運送事業
運輸規則(以下｢運輸規則｣)第24条第5項)､(2)運転者に対する指導監督等
義務違反(運輸規則第38条第1項)

0 0

貸切バス 2020 2 12

大亜自動車有限会社（法
人番号
2012702004449） 代
表者脇田武二郎

東京都西東京市富士町
2-11-9

埼玉営業所
埼玉県川口市新
井宿1007-1

文書警告（処分日車
数40日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第21条の2

令和元年11月27日、区域拡大を行ったことを端緒に監査を実施。3件の
違反が認められた。(1)運行に関する状況把握体制の整備違反(旅客自動
車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第21条の2)､(2)点呼の記録事項義
務違反(運輸規則第24条第5項)､(3)運転者に対する指導監督義務違反(運
輸規則第38条第1項)

4 4

貸切バス 2020 2 12

有限会社ライジングサン
（法人番号
4030002088531） 代
表者伊藤和雄

埼玉県越谷市大字大泊
265-2

千葉営業所
千葉県印西市吉
高3131

文書警告（処分日車
数50日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第24条

令和元年10月7日及び令和元年10月8日、定期的な監査を実施。6件の違
反が認められた。(1)事業計画の事前変更届出違反(道路運送法第15条第
3項)､(2)乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下
｢運輸規則｣)第21条第1項)､(3)疾病のおそれのある乗務(運輸規則第21条
第5項)､(4)点呼の実施等義務違反(運輸規則第24条)､(5)乗務等の記録の
記録事項不備(運輸規則第25条第2項)､(6)運転者に対する指導監督等義
務違反(運輸規則第38条第1項)

5 5

貸切バス 2020 2 12

西郡観光バス株式会社
（法人番号
7013101004416） 代
表者山口寿昭

東京都西多摩郡檜原村
字本宿513

昭島営業所
東京都昭島市中
神町3-7-21

文書警告（処分日車
数20日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第2
項

令和元年11月6日及び令和元年11月20日、死亡事故があった旨公安委員
会からの通知を端緒として監査を実施。1件の違反が認められた。(1)事
故惹起運転者に対する適性診断受診義務違反(旅客自動車運送事業運輸
規則第38条第2項)

2 2

貸切バス 2020 2 12

ＹＯＵＴＯＵＲ株式会社
（法人番号
8290001063935） 代
表者白城昊

福岡県福岡市博多区那
珂４－１７－１－１１
１

本社営業所
福岡県福岡市博
多区那珂４－１
７－１－１１１

輸送施設の使用停止
(60日車)、文書警告

道路運送法（以下｢
法｣）第9条の2第1
項、法第27条第3項

令和1年6月26日、監査実施。3件の違反が認められた。(1)運賃料金事
前届出、運賃料金変更事前届出違反（法第9条の2第1項）、(2)運送引
受書の記載事項不備違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下｢運輸規
則｣）第7条の2第1項）、(3)運行指示書の記載事項義務違反（運輸規則
第28条の2第1項）

6 6

貸切バス 2020 2 12

熊交観光バス株式会社
（法人番号
2330001011110） 代
表者住永裕司

熊本県上益城郡益城町
大字広崎789

本社営業所
熊本県上益城郡
益城町大字広崎
字大友789

輸送施設の使用停止
(80日車)

道路運送法（以下｢
法｣）第9条の2第1
項、法第27条第3項

令和1年10月30日、監査実施。3件の違反が認められた。(1)運賃料金事
前届出、運賃料金変更事前届出違反（法第9条の2第1項）、(2)乗務等
の記録事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下｢運輸規
則｣）第25条）、(3)乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条
第1項）

28 8

貸切バス 2020 2 12
有限会社てるみや（法人
番号6180002087426）
代表者榮まこと

愛知県知多郡南知多町
大字内海字東浜田16番
地6

てるみや営
業所

愛知県知多郡南
知多町大字内海
字東浜田16番地6

輸送施設の使用停止
（60日車）、文書警
告

道路運送法（以下
「法」）第27条第3
項

令和元年8月26日及び9月17日、監査方針に基づいて監査実施。5件の違
反が認められた。(1)運行管理者の選任（解任）届出違反（法第23条第
3項）、(2)健康状態の把握義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以
下「運輸l規則」）第21条第5項）、(3)点呼の記録記載不備（運輸規則
第24条第5項）、(4)乗務員台帳の作成義務違反（運輸規則第37条第1
項）、(5)特定の運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第38
条第2項）

20 6

貨物 2020 2 13
有限会社新月運送（法人
番号2420002018046）
代表者小向秀隆

青森県上北郡おいらせ
町松原2丁目132番地54

本社営業所
青森県上北郡お
いらせ町松原2丁
目132番地54

文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項、法第17
条第4項

令和元年11月7日及び令和2年2月4日、監査方針を端緒として監査を実
施した結果、8件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4
項）、(2)点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項、第2項）、(3)運
行指示書の記載事項義務違反（安全規則第9条の3第1項）、(4)運転者
台帳の記載事項義務違反（安全規則第9条の5第1項）、(5)運転者に対
する指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）、(6)運転者に対する
指導監督の記録違反（安全規則第10条第1項）、(7)高齢運転者に対す
る指導義務違反（安全規則第10条第2項）、(8)高齢運転者に対する適
性診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）

0 0

貨物 2020 2 13

有限会社基山商事運送
（法人番号
2120002080662） 代
表者基山孝男

大阪府門真市舟田町42-
23

本社営業所
大阪府門真市舟
田町42-23

輸送施設の使用停止
（140日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和元年5月10日、死亡事故を引き起こしたことを端緒に監査を実施。
7件の違反が認められた。（1）乗務時間等の告示の遵守違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）
健康状態の把握義務違反（安全規則第3条第6項）、（3）点呼記録の不
実記載（安全規則第7条第5項）、（4）乗務等の記録事項義務違反（安
全規則第8条）、（5）運転者台帳の作成義務違反（安全規則第9条の5
第1項）、（6）運転者台帳の記載事項義務違反（安全規則第9条の5第1
項）、（7）初任運転者及び高齢運転者に対する適性診断受診義務違反
（安全規則第10条第2項）

14 14

貨物 2020 2 13
有限会社平成建材（法人
番号2320002015879）
代表者室俊二

大分県速見郡日出町川
崎2163-4

本社営業所
大分県速見郡日
出町川崎2163-4

輸送施設の使用停止
(20日車)、文書警告

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第17
条第4項、法第60条
第1項

令和1年10月1日、監査実施。8件の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第7条)､
(2)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)､(3)乗務等の記録事
項義務違反(安全規則第8条)､(4)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規
則第9条の5第1項)､(5)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記
録保存違反(安全規則第10条第1項)､(6)整備管理者の研修受講義務違反
(安全規則第15条)､(7)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条
第1項)､(8)報告義務違反(法第60条第1項)

2 2



タクシー 2020 2 13
祥和株式会社(法人番号
1120101058362) 代表
者侯大偉

大阪府泉佐野市長滝
1135-6

大阪
大阪府泉佐野市
長滝1135-6

輸送施設の使用停止
(20日車)

道路運送法(以下
「法」)第27条第3項

令和元年9月12日及び同年10月8日、新規許可を端緒として監査を実
施。(1)営業区域外旅客運送(法第20条)、(2)点呼の実施義務違反(旅客
自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第1項、第2項)、(3)
点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(4)乗務等の記録事項
義務違反(運輸規則第25条第3項、第4項)、(5)乗務員台帳の記載事項義
務違反(運輸規則第37条第1項)

2 2

タクシー 2020 2 13

有限会社一の宮タクシー
（法人番号
5330002022962） 代
表者伊藤敏郎

熊本県阿蘇市一の宮町
宮地3103

本社営業所
熊本県阿蘇市一
の宮町宮地3103

輸送施設の使用停止
(20日車)、文書警告

道路運送法第27条第
3項､道路運送車両法
第52条

令和1年7月30日、監査実施。11件の違反が認められた。(1)疾病、疲労
等のおそれのある乗務（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規
則」）第21条第5項）､(2)点呼の記録義務違反（運輸規則第24条第5
項）､(3)点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条第5項）､(4)乗務等
の記録事項義務違反（運輸規則第25条）､(5)乗務員台帳の記載事項義
務違反（運輸規則第37条第1項）､(6)運転者に対する指導監督違反（運
輸規則第38条第1項）､(7)特定運転者に対する特別な指導監督違反（運
輸規則第38条第2項）､(8)特定運転者に対する適性診断受診義務違反
（運輸規則第38条第2項）､(9)整備管理者の選任（変更）未届出違反
（運輸規則第45条、道路運送車両法第52条）､(10)指導主任者の届出義
務違反(運輸規則第68条第1項第3号)､(11)指導主任者の転任（退任）届
出義務違反(運輸規則第68条第1項第4号)

2 2

貨物 2020 2 17

クロレラ輸送有限会社
（法人番号
8320002009157） 代
表者吉瀨典美

大分県由布市庄内町大
龍字中ノ原2621-1

本社営業所
大分県由布市庄
内町大龍字中ノ
原2621-1

輸送施設の使用停止
(10日車)、文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第１項、法第17条
第4項

令和1年10月11日、監査実施。2件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下｢安全規
則｣）第3条第4項)､(2)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の
5第1項)

1 1

タクシー 2020 2 17
商都交通株式会社(法人
番号3120001081628)
代表者三野勝義

大阪府大阪市中央区瓦
屋町3丁目4番19号

生野
大阪府大阪市生
野区巽中1丁目1
番3号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数（放
置駐車違反）が過去一年以内に3件に達した。運転者に対する指導監督
義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

タクシー 2020 2 17

有限会社城南タクシー
（法人番号
6500002003481) 代表
者中矢憲良

愛媛県松山市古川西3丁
目5-22

本社営業所
愛媛県松山市古
川西3丁目1057-1

輸送施設の使用停止
（30日車)

道路運送法第27条第
3項

令和元年10月4日、労働局と合同で監査を実施したところ、2件の違反
が確認された。(1)運転者の健康状態の把握が確実になされていなかっ
たこと（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第21条第5
項）、(2)新たに雇い入れした運転者に対して法令で定められた適性診
断を受診させていなかったこと（運輸規則第38条第2項）

3 3

貸切バス 2020 2 17
華光観光株式会社(法人
番号5040001090528)
代表者國谷功

千葉県香取郡多古町大
高1番地715

大阪営業所
大阪府泉南市信
達市場1709番地1

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和元年8月21日及び同年9月13日、区域拡大を端緒として監査を実
施。1件の違反が認められた。点呼の記録事項義務違反(旅客自動車運
送事業運輸規則第24条第5項)

8 0

貨物 2020 2 18

ヤマト運輸株式会社（法
人番号
1010001092605） 代
表者栗栖利蔵

東京都中央区銀座2-16-
10

小松支店
石川県小松市長
崎町4-96

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和元年12月16日、監査実施。1件の違反が認められた。（1）指導監
督告示による運転者に対する指導及び監督違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2020 2 18

株式会社ビーライン（法
人番号
1060001003722） 代
表者矢部広智

栃木県宇都宮市駒生町
1819

野沢
栃木県宇都宮市
野沢町372-1

輸送施設の使用停止
（75日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第21条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和元年9月3日、監査
を実施。8件の違反が認められた。（1）運転者に対する指導監督違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第10条第1
項）、（2）定期点検整備の実施違反（安全規則第13条）、（3）整備
管理者の研修受講義務違反（安全規則第15条）、（4）運行管理規程の
制定違反（安全規則第21条）、（5）運行管理者の講習受講義務違反
（安全規則第23条第1項）、（6）その他の条件違反（貨物自動車運送
事業法第59条第1項）、（7）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告
規則第2条）、（8）自動車に関する表示義務違反（道路運送法第95
条）

8 8

貨物 2020 2 18
大興運輸株式会社（法人
番号8180301014153）
代表者澤田保

愛知県刈谷市新栄町2-
38

田原支店
愛知県田原市緑
が浜二号1番31

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和元年12月19日、死亡事故を引き起こしたことを端緒とし監査実
施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2020 2 18
昭和重機株式会社（法人
番号8480001003871)
代表者生家勝文

徳島県徳島市昭和町7丁
目42-7

本社営業所
徳島県徳島市昭
和町8丁目23-2

輸送施設の使用停止
（50日車)及び文書警
告

道路運送法第17条第
1項、同条第4項

令和元年11月12日及び同年12月3日、労働局と合同で監査を実施したと
ころ、8件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が不
適切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度を超え、乗務し
ていた者があったこと（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規
則」）第3条第4項）、(2)運転者の健康状態の把握が確実になされてい
なかったこと（安全規則第3条第6項）、(3)運転者に対する点呼の実施
結果の記録内容が不適切であったこと（安全規則第7条第5項）、(4)運
転者の乗務について定められた事項の記録が不適切であったこと（安
全規則第8条）、(5)運行記録計による記録が確実になされていなかった
こと（安全規則第9条）、(6)運転者台帳の作成が確実になされていな
かったこと（安全規則第9条の5第1項）、(7)運転者台帳について定め
られた事項の記録が不適切であったこと（安全規則第9条の5第1項）、
(8)新たに雇い入れした運転者に対して法令で定められた適性診断を受
診させていなかったこと（安全規則第10条第2項）

5 5

タクシー 2020 2 18
慶桜交通株式会社（法人
番号2020001072729）
代表者桜井洋子

神奈川県川崎市川崎区
堤根39-1

本社営業所
神奈川県川崎市
川崎区堤根39-1

輸送施設の使用停止
（70日車）

道路運送法（以下
「運送法」）第13
条、運送法第27条第
3項

令和元年8月27日及び令和元年9月18日、法令違反の疑いがあることを
端緒として監査を実施。5件の違反が認められた。(1)運送引受義務違反
(運送法第13条)､(2)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送
事業運輸規則（以下「運輸規則」）第38条第1項)､(3)高齢運転者に対す
る告示で定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､(4)高齢運
転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)､(5)運行管
理者の講習受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項)

7 7

タクシー 2020 2 18

京成タクシー千葉株式会
社（法人番号
8040001005714） 代
表者奥瀬亮彦

千葉県千葉市中央区末
広4-27-1

本社営業所
千葉県千葉市中
央区末広4-27-1

文書警告

道路運送法（以下
「運送法」）23条第
3項、運送法第27条
第3項

令和元年12月11日、労働局からの通知を端緒として監査を実施。6件の
違反が認められた。(1)運行管理者の解任届出違反(運送法23条第3項)､
(2)乗務時間等の基準の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則（以下
「運輸規則」）第21条第1項)､(3)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条
第5項)､(4)新任運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第36条第2
項)､(5)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(6)指
導主任者の転任･退任届出義務違反(運輸規則第68条第1項第4号)

0 0

タクシー 2020 2 18
株式会社華橋商事（法人
番号9040001045981）
代表者范傑

千葉県成田市新田281-
34

本社営業所
千葉県成田市多
良貝245-3099

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和元年11月21日、新規許可を受けたことを端緒として監査を実施。3
件の違反が認められた。(1)健康状態の把握義務違反(旅客自動車運送事
業運輸規則（以下「運輸規則」）第21条第5項)､(2)点呼の記録事項義務
違反(運輸規則第24条第5項)､(3)運転者に対する指導監督義務違反(運輸
規則第38条第1項)

0 0

タクシー 2020 2 18

敷津タクシー株式会社
(法人番号
6120001116802) 代表
者古知愛一郎

大阪府大阪市浪速区敷
津西二丁目7番10号

本社
大阪府大阪市浪
速区敷津西二丁
目7番10号

輸送施設の使用停止
(10日車)

道路運送法第27条第
3項

令和元年12月10日、公安委員会からの通報を端緒として監査を実施。1
件の違反が認められた。運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車
運送事業運輸規則第38条第1項)

1 1

タクシー 2020 2 18

瀬高交通自動車有限会社
（法人番号
6290002053490） 代
表者德永勉

福岡県みやま市瀬高町
下庄2313-18

本社営業所
福岡県みやま市
瀬高町大字下庄
字板敷免2313-18

輸送施設の使用停止
(20日車)、文書警告

道路運送法第27条第
3項

令和1年10月10日、監査実施。3件の違反が認められた。(1)乗務員台帳
の記載事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規
則」）第37条第1項）､(2)特定運転者に対する特別な指導監督違反（運
輸規則第38条第2項）､(3)特定運転者に対する適性診断受診義務違反
（運輸規則第38条第2項）

2 2



貸切バス 2020 2 18

有限会社ライジングサン
（法人番号
4030002088531） 代
表者伊藤和雄

埼玉県越谷市大字大泊
265-2

本社営業所
埼玉県越谷市大
字大泊265-2

輸送施設の使用停止
（10日車）

道路運送法第9条の2
第1項

令和元年6月4日及び令和元年7月17日、定期的な監査を実施。2件の違
反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2第
1項)､(2)点呼の実施等義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条)

10 10

貸切バス 2020 2 18
有限会社平成観光（法人
番号4040002101045）
代表者高橋隆史

千葉県鴨川市滑谷375-2 本社営業所
千葉県鴨川市滑
谷375-2

輸送施設の使用停止
（220日車）

道路運送法第9条の2
第1項

令和元年7月30日、定期的な監査を実施。7件の違反が認められた。(1)
運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2第1項)､(2)乗務時間等
告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第21条
第1項)､(3)疾病のおそれのある乗務(運輸規則第21条第5項)､(4)運行指
示書の記載事項不備(運輸規則第28条の2第1項)､(5)運転者に対する指導
監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(6)初任･高齢運転者に対する特別
な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､(7)初任･高齢運転者に対する適
性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)

22 22

貸切バス 2020 2 18

有限会社野村観光バス
（法人番号
5050002039597） 代
表者野村政則

茨城県常総市相野谷町
302

本社営業所
茨城県常総市相
野谷町302

輸送施設の使用停止
（60日車）

道路運送法第9条の2
第1項

令和元年8月6日、定期的な監査を実施。7件の違反が認められた。(1)
運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2第1項)､(2)運送引受書
の記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第7条
の2第1項)､(3)疾病のおそれのある乗務(運輸規則第21条第5項)､(4)点呼
の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)､(5)運行指示書の記載事項
不備(運輸規則第28条の2第1項)､(6)運転者に対する指導監督等義務違反
(運輸規則第38条第1項)､(7)点検整備関係義務違反(運輸規則第45条第1
号)

6 6

貸切バス 2020 2 18

南多摩運送株式会社（法
人番号
4010101003822） 代
表者岸本孝行

東京都八王子市八日町
9-12

八王子営業
所

東京都八王子市
大和田町2-21-4

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第1
項

令和元年7月3日及び令和元年7月26日、定期的な監査を実施。2件の違
反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運
輸規則(以下｢運輸規則｣)第21条第1項)､(2)点呼の記録事項義務違反(運
輸規則第24条第5項)

5 0

貸切バス 2020 2 18
協和観光株式会社（法人
番号2040001020644）
代表者林利彦

千葉県印西市草深1044-
41

本社営業所
千葉県印西市草
深1044-41

文書警告（処分日車
数40日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第24条第5
項

令和元年11月7日及び令和元年11月19日、定期的な監査を実施。4件の
違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送事業
運輸規則(以下｢運輸規則｣)第21条第1項)､(2)点呼の記録義務違反(運輸
規則第24条第5項)､(3)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38
条第1項)､(4)運行管理補助者の届出義務違反(運輸規則第68条)

4 4

貸切バス 2020 2 19

チューリップ交通株式会
社（法人番号
1230001008571） 代
表者納村茂

富山県南砺市山見913-2
井波・庄川
営業所

富山県砺波市庄
川町金屋字大反
保3680-1

輸送施設の使用停止
（70日車）

道路運送法第27条第
3項

令和元年11月14日、監査実施。5件の違反が認められた。（1）運送引
受書の交付義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規
則」）第7条の2第1項）（2）疾病、疲労等のおそれのある乗務（運輸
規則第21条第5項）（3）点呼の実施義務違反（運輸規則第24条第1項）
（4）運転者に対する指導監督告示による運転者に対する指導監督義務
違反（運輸規則第38条第1項）（5）整備管理者の研修受講義務違反
（運輸規則第46条）

7 7

貨物 2020 2 20 杉本英子
北海道川上郡弟子屈町
泉

本店営業所
北海道川上郡弟
子屈町泉

輸送施設の使用停止
（200日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
9条第3項、法第11
条、法第17条第4
項、法第60条第1
項、道路運送法第条

令和元年9月9日、関係機関からの情報を端緒として監査を実施。15件
の違反が認められた。(1)各営業所に配置する事業用自動車の種別ごと
の数違反（貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1号）、(2)運
賃及び料金、運送約款等の掲示義務違反（貨物自動車運送事業法（以
下「法」）第11条）、(3)点呼の実施不適切（貨物自動車運送事業輸送
安全規則（以下「安全規則」）第7条第1項、第2項）、(4)アルコール
検知器備え義務違反（安全規則第7条第4項）、(5)点呼の記録義務違反
（安全規則第7条第5項）、(6)乗務等の記録義務違反（安全規則第8
条）、(7)運行記録計による記録義務違反（安全規則第9条）、(8)運転
者台帳の記載事項義務違反（安全規則第9条の5第1項）、(9)運転者に
対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）、(10)運転者に対す
る指導監督の記録保存義務違反（安全規則第10条第1項）、(11)特定運
転者に対する特別な指導義務違反（安全規則第10条第2項）、(12)定期
点検整備の実施義務違反（安全規則第13条本文関係、第1号）、(13)運
行管理者の講習受講義務違反（安全規則第23条第1項）、(14)報告義務
違反（法第60条第1項）、(15)自動車に関する表示義務違反（道路運送
法第95条）

20 20

貨物 2020 2 20
株式会社丹治運輸（法人
番号3430001053199）
代表者丹治秀寛

北海道苫小牧市字植苗
192番地2

本社営業所
北海道苫小牧市
字植苗196

輸送施設の使用停止
（30日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第3項、法第17
条第4項

令和元年10月15日、公安委員会からの通知等を端緒として監査を実
施。4件の違反が認められた。(1)過積載運送（貨物自動車運送事業法第
17条第3項）、(2)過積載運送防止の指導監督の怠慢（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第4条）、(3)運転者に対する指
導監督義務違反（安全規則第10条第1項）、(4)運転者に対する指導監
督の記録保存義務違反（安全規則第10条第1項）

3 3

貨物 2020 2 20
有限会社大厚運輸（法人
番号4460002004593）
代表者中村暢幸

北海道厚岸郡厚岸町宮
園3丁目126番地

釧路営業所
北海道釧路市新
富士町3丁目9番
43号

輸送施設の使用停止
（20日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項、法第17
条第4項

令和元年11月13日、公安委員会からの通知等を端緒として監査を実
施。8件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、
(2)乗務時間等の基準なお書きの遵守義務違反［一運行の勤務時間］
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、(3)点呼の実施義務
違反（安全規則第7条第1項、第2項）、(4)点呼の記録事項義務違反
（安全規則第7条第5項）、(5)運行指示書の記載事項義務違反（安全規
則第9条の3第1項）、(6)運転者台帳の記載事項義務違反（安全規則第9
条の5第1項）、(7)運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条
第1項）、(8)特定運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第
10条第2項）

2 2

貨物 2020 2 20

有限会社まるこ通商（法
人番号
2450002012434） 代
表者小野良一

北海道留萌郡小平町臼
谷125番地の1

本社営業所
北海道留萌郡小
平町臼谷125番地
の1

輸送施設の使用停止
（15日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第4項、法第60
条第1項

令和元年11月7日、関係機関からの情報を端緒として監査を実施。6件
の違反が認められた。(1)点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則（以下「安全規則」）第7条第1項、第2項）、(2)乗務等の
記録義務違反（安全規則第8条）、(3)運行記録計による記録義務違反
（安全規則第9条）、(4)定期点検整備の実施義務違反（安全規則第13
条本文関係、第1号）、(5)運行管理者の講習受講義務違反（安全規則第
23条第1項）、(6)報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

2 2

貨物 2020 2 20
翔北運輸株式会社（法人
番号8430001040416）
代表者泉谷恵太

北海道札幌市白石区川
下3条4丁目3番3-301号

本社営業所
北海道札幌市白
石区川下3条4丁
目3番3-301号

輸送施設の使用停止
（30日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
9条第1項、法第9条
第3項、法第17条第
1項、法第17条第4
項

令和元年12月10日、関係機関からの情報を端緒として監査を実施。7件
の違反が認められた。(1)事業計画変更認可義務違反［乗務員の休憩・
睡眠施設の位置及び収容能力］（貨物自動車運送事業法施行規則（以
下「施行規則」）第2条第1項第5号）、(2)事業計画事後届出義務違反
［営業所の名称、位置の変更］（施行規則第7条第1項第2号、第3
号）、(3)疾病・疲労等のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送
安全規則（以下「安全規則」）第3条第6項）、(4)点呼の実施義務違反
（安全規則第7条第1項、第2項）、(5)運転者台帳の作成義務違反（安
全規則第9条の5第1項）、(6)運転者台帳の記載事項義務違反（安全規
則第9条の5第1項）、(7)特定運転者に対する適性診断受診義務違反
（安全規則第10条第2項）

3 3

貨物 2020 2 20
東北商運株式会社（法人
番号2420001006175）
代表者鳥屋部弘

青森県八戸市大字長苗
代字中坪105番地

本社営業所
青森県八戸市大
字長苗代字中坪
105番地

文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項、法第17
条第4項

令和元年10月16日、11月8日及び12月18日監査方針を端緒として監査
を実施した結果、4件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第
4項）、(2)点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項、第2項、第3
項）、(3)運行指示書の記載事項義務違反（安全規則第9条の3第1
項）、(4)運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）

0 0



貨物 2020 2 20

株式会社ベストライン
（法人番号
2150002011144） 代
表者辰己千里

奈良県五條市住川町881
番地の1

橿原支店営
業所

奈良県橿原市飯
高町76-1

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第17
条第1項

令和元年10月4日及び同年10月23日、公安委員会からの通報を端緒に監
査を実施。7件の違反が認められた。（1）事業計画変更事前届出違反
（各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数違反）（法第9条第
3項）、（2）乗務時間等の告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（3）点呼の記録事項義
務違反（安全規則第7条第5項）、（4）運行指示書の記載事項義務違反
（安全規則第9条の3第1項）、（5）運転者に対する指導監督違反（安
全規則第10条第1項）、（6）定期点検整備の整備記録簿記載違反（安
全規則第13条、道路運送車両法第49条）、（7）運行管理者に対する指
導監督違反（安全規則第22条）

4 4

タクシー 2020 2 20

ＫＲＡＴＯＳＨｏｋｋａ
ｉｄｏ株式会社（法人番
号2430001077109）
代表者笠原忠靖

北海道苫小牧市しらか
ば町5丁目11番3号

ニンジャタ
クシー営業
所

北海道千歳市信
濃4丁目1-4

輸送施設の使用停止
（20日車）

道路運送法第9条の3
第1項

令和元年11月26日、新規許可を端緒として監査を実施。1件の違反が認
められた。(1)運賃料金認可、運賃料金変更認可義務違反（道路運送法
第9条の3第1項）

2 2

貸切バス 2020 2 20

有限会社エンゼルサービ
ス（法人番号
7260002034121） 代
表者奥川聡

岡山県真庭市下方576－
1

本社営業所
岡山県真庭市下
方576－1

輸送施設の使用停止
（140日車）及び文書
警告

道路運送法（以下
「法」）第15条第３
項及び法第27条第3
項

平成31年3月20日及び令和元年6月11日、継続監視の監査対象であるこ
とを端緒として監査実施。11件の違反が認められた。(1)事業計画変更
事前届出違反（法第15条第3項）、(2)運送引受書の記載事項義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第7条の2第1
項）、(3)疾病、疲労等のおそれのある乗務禁止違反（運輸規則第21条
第5項）、(4)点呼の記録義務違反（運輸規則第24条第5項）、(5)点呼の
記録事項義務違反（運輸規則第24条第5項）、(6）乗務等の記録事項義
務違反（運輸規則第25条第2項）、(7)運行記録計による記録義務違反
（運輸規則第26条第1項）、(8)運行指示書記載事項義務違反（運輸規
則第28条の2第1項）、(9)乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第
37条第1項）、(10)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反（運輸
規則第38条第1項）、(11)特定の運転者に対する特別な指導義務違反
（運輸規則第38条第2項）

14 14

タクシー 2020 2 21

國際タクシー株式会社
(法人番号
5120001163119) 代表
者山根成尊

大阪府大阪市住吉区大
領1丁目3番19号

本社
大阪府大阪市住
吉区大領1丁目3
番19号

輸送施設の使用停止
(30日車)

道路運送法(以下
「法」)第27条第3項

令和元年10月29日、労働局からの通報を端緒として監査を実施。4件の
違反が認められた。(1)健康状態の把握義務違反(旅客自動車運送事業運
輸規則(以下「運輸規則」)第21条第5項)、(2)運転者に対する適性診断
受診義務違反(運輸規則第38条第2項)、(3)運行管理者の講習(一般講習)
受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項)、(4)最低賃金法違反(法第30条
第2項)

3 3

貸切バス 2020 2 21

イーグル観光企画有限会
社（法人番号
3430002057975） 代
表者松原真市

北海道苫小牧市字沼ノ
端5番地18

本社営業所
北海道苫小牧市
字沼ノ端5番地
104

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和元年12月16日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を端
緒として監査を実施。2件の違反が認められた。(1)疾病、疲労等のおそ
れのある乗務（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第
21条第5項）、(2)運転者に対する指導監督の記録義務違反（運輸規則
第38条第1項）

0 0

貸切バス 2020 2 21

プリンセスライン株式会
社(法人番号
6120001151147) 代表
者本田充成

大阪府寝屋川市香里本
通町5番5号

高槻
大阪府高槻市西
面中2-20-13-101

輸送施設の使用停止
(60日車)

道路運送法第27条第
3項

令和元年10月28日及び同年11月11日、法令違反の疑いを端緒として監
査を実施。2件の違反が認められた。(1)運行指示書の記載事項義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則（以下、「運輸規則」）第28条の2第1
項）、(2)無車検運行(運輸規則第45条、道路運送車両法第58条第1項)

17 6

貸切バス 2020 2 21
株式会社旅人(法人番号
3011101082519) 代表
者川野清一

大阪府泉佐野市長滝
861-4

大阪営業所
大阪府泉佐野市
長滝861-4

輸送施設の使用停止
(100日車)

道路運送法第27条第
3項

令和元年6月12日、同年6月20日、同年7月23日、同年7月31日及び同年
8月22日、新規許可を端緒として監査を実施。2件の違反が認められ
た。(1)点呼の記録義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下、
「運輸規則」）第24条第5項）、(2)無車検運行(運輸規則第45条、道路
運送車両法第58条第1項)

10 10

貨物 2020 2 25

石川高速運輸有限会社
（法人番号
9220002008291） 代
表者中出外喜

石川県野々市市押野2-
238

本社営業所
石川県野々市市
押野2-238

輸送施設の使用停止
（50日車）

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
9条第1項、法第17
条第4項及び法第60
条第1項

令和元年7月25日、監査実施。12件の違反が認められた。（1）事業計
画変更認可違反（貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号）
（2）点呼の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全
規則」）第7条第1項～第2項）（3）点呼の記録違反（安全規則第7条第
5項）（4）乗務等の記録違反（安全規則第8条）（5）運行記録計によ
る記録違反（安全規則第9条）（6）運転者台帳（安全規則第9条の5第1
項）（7）指導監督告示による運転者に対する指導及び監督違反（安全
規則第10条第1項）（8）運転者に対する指導及び監督に係る記録の作
成・保存（安全規則第10条第1項）（9）整備管理者の研修受講義務違
反（安全規則第15条）（10）運行管理者の講習受講義務違反（安全規
則第23条第1項）（11）報告義務違反（法第60条第1項）

5 5

貨物 2020 2 25

有限会社海邦ライン（法
人番号
1170002010888） 代
表者綾江憲二

和歌山県橋本市高野口
町小田550-1

本社営業所
和歌山県橋本市
高野口町小田
546-1

輸送施設の使用停止
（190日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和元年6月20日及び同年7月10日、法令違反の疑いがあることを端緒
に監査を実施。9件の違反が認められた。（1）乗務時間等の告示の遵
守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条
第4項）、（2）乗務時間等告示なお書きの遵守違反（一運行の勤務時
間）（安全規則第3条第4項）、（3）点呼の実施義務違反（安全規則第
7条）、（4）点呼の記録事項義務違反（安全規則第7条第5項）、（5）
点呼記録の不実記載（安全規則第7条第5項）、（6）乗務等の記録事項
義務違反（安全規則第8条）、（7）運行記録計による記録義務違反
（不実記録）（安全規則第9条）、（8）運行指示書の記載事項義務違
反（安全規則第9条の3第1項）、（9）運行管理者の講習受講義務違反
（安全規則第23条第1項）

19 19

タクシー 2020 2 25

富山地鉄タクシー株式会
社（法人番号
4230001002126） 代
表者中田邦彦

富山県富山市桜町1-1-
36

南富山営業
所

富山県富山市大
町道筬割256-4

輸送施設の使用停止
（10日車）

道路運送法第27条第
3項

令和元年11月26日、監査実施。1件の違反が認められた。（1）運転者
に対する指導監督告示による運転者に対する特別な指導及び適性診断
受診義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項）

1 1

タクシー 2020 2 25
ヤマト交通株式会社(法
人番号8120001019144)
代表者坂東義雄

大阪府大阪市生野区林
寺4丁目7番15号

本社
大阪府大阪市生
野区林寺4丁目7
番15号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数（放
置駐車違反）が過去一年以内に3件に達した。運転者に対する指導監督
義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

乗合バス 2020 2 25
阪神バス株式会社(法人
番号1140001072148)
代表者福浦秀哉

兵庫県西宮市和上町3番
3号

尼崎
兵庫県尼崎市大
庄川田町108番地
の1番地

輸送施設の使用停止
（10日車）

道路運送法(以下
「法」)第16条第1項

令和元年12月23日、事業者の報告に基づき調査を実施。1件の違反が認
められた。事業計画及び運行計画に定める義務の確保違反(法第16条第
1項)

1 1

貸切バス 2020 2 25
仲花観光有限会社（法人
番号4320002009961）
代表者古川忠

大分県大分市城原字原
口650-1

本社営業所
大分県大分市城
原字原口650-1

文書警告（処分日車
数50日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

道路運送法第27条第
3項

令和2年1月17日、監査実施。3件の違反が認められた。(1)乗務員台帳
の記載事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下｢運輸規
則｣）第37条第1項）､(2)点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条第5
項）､(3)申込者に対して支払う手数料等の額を記載した書類の保存義務
違反（運輸規則第7条の2第3項）

19 5

貨物 2020 2 26

株式会社フィールドス
ターエキスプレス（法人
番号7010801010330）
代表者星野孝宜

東京都大田区中央7-9-9 本社
東京都大田区大
森北2-6-11－201

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

公安委員会からの通知を端緒として、令和元年11月8日、監査を実施。
2件の違反が認められた。（1）運転者に対する指導監督違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（2）報告義務違反（貨物
自動車運送事業報告規則第2条）

0 0



貨物 2020 2 26
有限会社丸和運輸（法人
番号1170002003603）
代表者和田久伸

和歌山県和歌山市黒田
字大西195番地7

本社営業所
和歌山県和歌山
市黒田字大西195
番地7

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和元年8月30日及び同年9月6日、死亡事故を引き起こしたことを端緒
に監査を実施。5件の違反が認められた。（1）健康状態の把握義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第6
項）、（2）運転者台帳の作成義務違反（安全規則第9条の5第1項）、
（3）運転者に対する指導監督違反（安全規則第10条第1項）、（4）初
任運転者に対する指導監督違反（安全規則第10条第2項）、（5）初任
運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）

2 2

貨物 2020 2 26
有限会社岩下産業（法人
番号5340002001494）
代表者岩下正夫

鹿児島県鹿児島市東開
町4-67

本社営業所
鹿児島県鹿児島
市東開町4-67

輸送施設の使用停止
(10日車)

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

令和1年11月19日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)過積載運送
(貨物自動車運送事業法第17条第3項)

1 1

タクシー 2020 2 26

株式会社吉祥リムジン
（法人番号
4011701015083） 代
表者吉岡勇

東京都江戸川区松島4-
20-8

江戸川営業
所

東京都葛飾区東
新小岩2-19-1

輸送施設の使用停止
（10日車）

道路運送法（以下
「運送法」）第20条

令和元年7月25日及び令和元年8月2日、新規許可を受けたことを端緒と
して監査を実施。1件の違反が認められた。(1)営業区域外運送違反(運
送法第20条)

1 1

タクシー 2020 2 26

ＲＢＣ大地観光株式会社
（法人番号
1180001120704） 代
表者鮑爾吉德

愛知県名古屋市中区錦
2-17-30

成田営業所
千葉県成田市大
清水244-6、246-
2

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和元年12月17日、区域拡大を行ったことを端緒として監査を実施。2
件の違反が認められた。(1)点呼の記録義務違反(旅客自動車運送事業運
輸規則（以下「運輸規則」）第24条第5項)､(2)運転者に対する指導監督
義務違反(運輸規則第38条第1項)

0 0

タクシー 2020 2 26

キングタクシー株式会社
（法人番号
5180301005493） 代
表者加藤智昭

愛知県豊橋市神野新田
町字ヨの割69番地

神野営業所
愛知県豊橋市神
野新田町字ヨの
割69番地

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年1月24日、監査方針に基づいて監査実施。2件の違反が認められ
た。(1)乗務時間等の基準の遵守違反（旅客自動車運送事業運輸規則
（以下「運輸規則」）第21条第1項）、(2)乗務等の記録記載不備（運
輸規則第25条第3項）

0 0

タクシー 2020 2 26
商都交通株式会社(法人
番号3120001081628)
代表者三野勝義

大阪府大阪市中央区瓦
屋町3丁目4番19号

本社
大阪府大阪市中
央区瓦屋町3丁目
4番19号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和元年12月16日、公安委員会からの通報を端緒として監査を実施。2
件の違反が認められた。(1)点呼の記録事項義務違反(旅客自動車運送事
業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第5項)、(2)運転者に対する指導
監督義務違反(運輸規則第38条第1項)

0 0

乗合バス 2020 2 26

関東自動車株式会社（法
人番号
5060001001128） 代
表者手塚基文

栃木県宇都宮市簗瀬4-
25-5

鹿沼営業所
栃木県鹿沼市村
井町201

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和2年1月9日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。1件
の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督等義務違反(旅客自動
車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

貸切バス 2020 2 26

波那道観光株式会社（法
人番号
9040001079393） 代
表者阿波連誠

千葉県成田市前林801-1 本社営業所
千葉県成田市前
林801-1

輸送施設の使用停止
（170日車）

道路運送法第9条の2
第1項

令和元年5月21日、定期的な監査を実施。6件の違反が認められた。(1)
運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2第1項)､(2)疾病のおそ
れのある乗務(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第21条第5
項)､(3)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)､(4)運転者に対する
指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(5)点検整備関係義務違反(運
輸規則第45条第1号)､(6)無車検運行(道路運送車両法第58条第1項)

17 17

貸切バス 2020 2 26

湯田都タクシー株式会社
（法人番号
1250001000840） 代
表者筒井基好

山口県山口市神田町2－
16

湯田営業所
山口県山口市神
田町2－16

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和元年11月27日及び同年12月19日、継続監視の監査対象であること
を端緒として監査実施。3件の違反が認められた。(1)点呼の記録義務違
反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第24条第5
項）、(2)乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第25条第2項）、(3)乗
務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条第1項）

0 0

貸切バス 2020 2 26
家康観光株式会社（法人
番号3290001073303）
代表者海江田司

福岡県大野城市仲畑1-
7-14

本社営業所
福岡県大野城市
仲畑1-13-18

文書警告（処分日車
数30日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

道路運送法（以下｢
法｣）第15条第3項、
法第27条第3項

令和2年1月17日、監査実施。3件の違反が認められた。(1)事業計画事
前変更届出違反(道路運送法第15条第3項)､(2)苦情処理の記録の記載事
項不備違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下｢運輸規則｣）第3条第
2項）､(3)乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条第1項）

17 3

貨物 2020 2 27

株式会社タカモク運送
（法人番号
6420001015610） 代
表者髙渕廣政

青森県上北郡おいらせ
町松原2丁目132番地54

本社営業所
青森県上北郡お
いらせ町松原2丁
目132番地54

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

令和元年12月5日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実施した
結果、1件の違反が認められた。(1)過積載運送（貨物自動車運送事業法
第17条第3項）

1 1

貨物 2020 2 27

青森定期自動車株式会社
（法人番号
4420001000201） 代
表者齋藤貞子

青森県青森市大字荒川
字成瀬14番地6号

仙台営業所
宮城県仙台市若
林区六丁の目西
町7-35

輸送施設の使用停止
（20日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
9条第3項、法第17
条第1項、法第17条
第4項

令和元年9月12日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、3件の
違反が認められた。(1)各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの
数違反（貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1号）、(2)乗務
時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下
「安全規則」）第3条第4項）、(3)運転者に対する指導監督義務違反
（安全規則第10条第1項）

2 2

貨物 2020 2 27

有限会社髙梨組建設運輸
（法人番号
8370302001536） 代
表者髙梨春江

宮城県石巻市広渕字町
北101番地の1

本社営業所
宮城県石巻市広
渕字町北101番地
の1

輸送施設の使用停止
（40日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項、法第17
条第4項

令和元年11月11日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として監査を
実施した結果、2件の違反が認められた。(1)疾病・疲労等のおそれのあ
る乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条
第6項）、(2)運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1
項）

4 4

貨物 2020 2 27
中央運送株式会社（法人
番号9190001000617 ）
代表者榎本学

三重県津市藤方1918 本社営業所
三重県津市藤方
字山ノ越1918-3

輸送施設の使用停止
（30日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和元年8月8日、監査方針に基づいて監査実施。7件の違反が認められ
た。(1)乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則（以下「安全規則」）第3条第4項）、(2)点呼の実施義務違反（安全
規則第7条第1項及び第2項並びに第3項）、(3)点呼の記録記載不備（安
全規則第7条第5項）、(4)乗務等の記録記載不備（安全規則第8条）、
(5)運行指示書の作成・指示・携行義務違反（安全規則第9条の3第1項
及び第2項並びに第3項）、(6)運転者台帳の記載不備（安全規則第9条
の5第1項）、(7)運転者に対する指導監督違反（安全規則第10条第1
項）

3 3

貨物 2020 2 27
有限会社光洋企業（法人
番号6180002075117）
代表者松尾孝次

愛知県丹羽郡扶桑町大
字高雄字下山186-1

本社営業所
愛知県丹羽郡扶
桑町大字高雄字
下山186-1

輸送施設の使用停止
（80日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和元年7月12日、7月30日、重傷事故を引き起こしたことを端緒とし
て監査実施。9件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4
項）、(2)健康状態の把握義務違反（安全規則第3条第6項）、(3)定期点
検整備の実施違反（安全規則第3条の2）、(4)点呼の実施義務違反（安
全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項）、(5)点呼の記録記載不備
（安全規則第7条第5項）、(6)運転者に対する指導監督違反（安全規則
第10条第1項）、(7)運転者に対する指導監督の記録記載不備（安全規
則第10条第1項）、(8)特定の運転者に対する指導監督違反（安全規則
第10条第2項）、(9)特定の運転者に対する適性診断受診義務違反（安
全規則第10条第2項）

18 8

貨物 2020 2 27

株式会社ハクトランス
（法人番号
8180301027659） 代
表者成瀬あい子

愛知県刈谷市稲場町6丁
目540番地4

本社営業所
愛知県刈谷市稲
場町6丁目540番
地4

輸送施設の使用停止
（20日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号及び第4項

令和元年9月3日、9月9日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として
監査実施。5件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4
項）、(2)点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項及び第2項）、(3)
点呼の記録記載不備（安全規則第7条第5項）、(4)運行記録計による記
録義務違反（安全規則第9条）、(5)運転者に対する指導監督違反（安全
規則第10条第1項）

2 2



貨物 2020 2 27

ひかり陸運株式会社（法
人番号
2120001050501） 代
表者長石倉康次

大阪府大阪市西淀川区
佃5-107

本社営業所
大阪府大阪市西
淀川区佃5-107

輸送施設の使用停止
（70日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項

令和元年8月30日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。7件の
違反が認められた。（1）乗務時間等の告示の遵守違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）乗務時
間等告示なお書きの遵守違反（一運行の勤務時間）（安全規則第3条第
4項）、（3）点呼の実施義務違反（安全規則第7条）、（4）点呼の記
録事項義務違反（安全規則第7条第5項）、（5）乗務等の記録事項義務
違反（安全規則第8条）、（6）運行指示書の作成義務違反（安全規則
第9条の3第1項）、（7）運転者に対する指導監督違反（安全規則第10
条第1項）

7 7

貨物 2020 2 27
有限会社久力（法人番号
5122002001430） 代
表者平本一久

大阪府東大阪市菱江2丁
目7番2号

本社営業所
大阪府東大阪市
菱江2丁目7番2号

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和元年12月4日及び同年12月18日、死亡事故を引き起こしたことを端
緒に監査を実施。1件の違反が認められた。（1）乗務等の記録事項義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条）

0 0

貨物 2020 2 27
株式会社丸久（法人番号
2500001014954) 代表
者三好健也

愛媛県四国中央市川之
江町4105-20

本社営業所
愛媛県四国中央
市川之江町4105-
20

輸送施設の使用停止
（20日車)及び文書警
告

道路運送法第17条第
1項、同条第4項

令和元年12月13日、労働局からの通報を端緒として監査を実施したと
ころ、3件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が不
適切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度を超え、また所
定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと
（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第3条第4項）、
(2)運転者に対する点呼が確実になされていなかったこと（安全規則第7
条第1項、第2項、第3項）、(3)運転者に対する点呼の実施結果の記録
内容が不適切であったこと（安全規則第7条第5項）

2 2

タクシー 2020 2 27

落合タクシー有限会社
（法人番号
3370002019206） 代
表者佐藤幸悦

宮城県仙台市青葉区栗
生6丁目8番地の6

本社営業所
宮城県仙台市青
葉区栗生6丁目8
番地の6

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年2月27日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実施した
結果、1件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

乗合バス 2020 2 27

大阪シティバス株式会社
(法人番号
6120001048830) 代表
者有馬宏尚

大阪府大阪市西区九条
南1丁目12番62号

中津
大阪府大阪市北
区中津6丁目9番
32号

輸送施設の使用停止
(10日車)

道路運送法第27条第
3項

令和元年11月26日、事故を引き起こしたことを端緒として監査を実
施。1件の違反が認められた。運転者に対する指導監督義務違反(旅客
自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

2 1

乗合バス 2020 2 27

大阪シティバス株式会社
(法人番号
6120001048830) 代表
者有馬宏尚

大阪府大阪市西区九条
南1丁目12番62号

住吉
大阪府大阪市住
吉区万代東3丁目
5番22号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年1月7日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1項）

2 0

貨物 2020 2 28
有限会社三甲運送（法人
番号8140002011305）
代表者武田秀行

兵庫県神戸市兵庫区小
河通5-2-11

灘営業所
兵庫県神戸市灘
区弓木町2-1JR高
架下133

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和元年9月19日、死亡事故を引き起こしたことを端緒に監査を実施。
7件の違反が認められた。（1）乗務時間等の告示の遵守違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）
健康状態の把握義務違反（安全規則第3条第6項）、（3）点呼の実施義
務違反（安全規則第7条）、（4）点呼の記録事項義務違反（安全規則
第7条第5項）、（5）乗務等の記録事項義務違反（安全規則第8条）、
（6）運転者台帳の記載事項義務違反（安全規則第9条の5第1項）、
（7）運転者に対する指導監督違反（安全規則第10条第1項）

1 1

貨物 2020 2 28
株式会社ＭＦＬ（法人番
号2120902002170）
代表者森田康雄

大阪府摂津市鳥飼西1丁
目1番17号

本社営業所
大阪府摂津市鳥
飼西1丁目1-17

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(最
高速度違反)が過去一年以内に3件に達した。（1）運転者の指導監督義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2020 2 28

京都センコー運輸株式会
社（法人番号
7130001057813） 代
表者中川和彦

京都府長岡京市神足棚
次6

京都城陽営
業所

京都府綴喜郡井
手町大字井手小
字川久保5番地1

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和2年1月8日、死亡事故を引き起こしたことを端緒に監査を実施。1
件の違反が認められた。（1）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第7条）

0 0

タクシー 2020 2 28
八幡株式会社（法人番号
6040001104195） 代
表者八幡俊伸

千葉県流山市大字木195
（木B76街区14）

本社営業所
千葉県松戸市松
戸新田24 2号棟
27号室

文書警告

道路運送法（以下
「運送法」）第27条
第3項、運送法第94
条第1項

令和元年11月18日、新規許可を受けたことを端緒として監査を実施。3
件の違反が認められた。(1)点呼の記録事項義務違反(旅客自動車運送事
業運輸規則（以下「運輸規則」）第24条第5項)､(2)運転者に対する指導
監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(3)報告義務違反(運送法第94条第
1項)

0 0

貸切バス 2020 2 28

東富士観光自動車株式会
社（法人番号
7090001009967） 代
表者小林繁

山梨県南都留郡忍野村
内野4780番地

静岡営業所
静岡県駿東郡小
山町須走字屏風
沢365番地3号

文書警告（処分日車
数10日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3.(6)
による）

道路運送法（以下
「法」）第15条第3
項

令和元年12月6日、監査方針に基づいて監査実施。4件の違反が認めら
れた。(1)事業計画変更事前届出違反（法第15条第3項）、(2)運送引受
書の記載不備（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第7
条の2第1項）、(3)乗務等の記録記載不備（運輸規則第25条第2項）、
(4)退職した乗務員の台帳記載不備（運輸規則第37条第2項）

1 1

貨物 2020 3 2
有限会社尾上運送（法人
番号8310002016922）
代表者尾上辰也

長崎県大村市今津町728
番地8

関西営業所
兵庫県小野市匠
台70-10

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項

令和元年8月22日、死亡事故を引き起こしたことを端緒に監査を実施。
2件の違反が認められた。（1）乗務時間等の告示の遵守違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）
点呼の実施義務違反（安全規則第7条）

1 1

貨物 2020 3 2

株式会社原産業運輸倉庫
（法人番号
6310001006273） 代
表者原隆

長崎県東彼杵郡川棚町
三越郷51-2

本社営業所
長崎県東彼杵郡
川棚町三越郷51-
2

輸送施設の使用停止
（20日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第8
条第1項、法第17条
第1項、法第17条第
4項

令和元年9月18日、監査実施。7件の違反が認められた。(1)事業計画
(配置車両数)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法第8
条第1項)、(2)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安
全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(3)点呼の記録事項義務違反
(安全規則第7条第5項)、(4)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第
9条の5第1項)、(5)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1
項)、(6)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反
(安全規則第10条第1項)、(7)特定運転者に対する特別な指導監督違反
(安全規則第10条第2項)

2 2

貨物 2020 3 2
直入運送有限会社（法人
番号7320002017978）
代表者髙木忠規

大分県竹田市直入町大
字長湯8244-4

本社営業所
大分県竹田市直
入町大字長湯
8244-4

輸送施設の使用停止
（50日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項、法第17条
第4項、道路運送法
第95条

令和1年10月3日、監査実施。13件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項)､(2)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)､(3)乗務等
の記録事項義務違反(安全規則第8条)､(4)事故の記録事項義務違反(安全
規則第9条の2)､(5)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第
1項)､(6)運転者台帳の保存義務違反(安全規則第9条の5第2項)､(7)運転
者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)､(8)運転者に対する指
導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1項)､(9)特定運転者に対
する特別な指導監督違反(安全規則第10条第2項)､(10)特定運転者に対す
る適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)､(11)整備管理者の研修
受講義務違反(安全規則第15条)､(12)運行管理者の講習受講義務違反(安
全規則第23条第1項)､(13)自動車に関する表示義務違反（道路運送法第
95条）

5 5

タクシー 2020 3 2

東都自動車交通株式会社
（法人番号
3013301008311） 代
表者宮本市郎

東京都豊島区西池袋5-
13-13

東浦和営業
所

埼玉県川口市大
字柳崎2-21-30

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第24条第5
項

令和元年12月16日、救護義務違反があった旨公安委員会からの通知を
端緒として監査を実施。2件の違反が認められた。(1)点呼の記録事項義
務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第24条第5項)､(2)
運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)

0 0

タクシー 2020 3 2

宝タクシー第五株式会社
（法人番号
9180001115548) 代表
者吉村憲雄

愛知県名古屋市熱田区
神宮4丁目7番27号

徳重営業所
愛知県名古屋市
緑区乗鞍3丁目
151番地

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第1
項

令和2年1月23日、関係機関からの通知を端緒として、監査を実施。1件
の違反が認められた。(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(旅客自動車運
送事業運輸規則第21条第1項)

0 0



貸切バス 2020 3 2
株式会社美格貿易(法人
番号3120001138353)
代表者由軍

大阪府泉佐野市下瓦屋
369-10

泉佐野営業
所

大阪府泉佐野市
下瓦屋369-10

輸送施設の使用停止
(140日車)

道路運送法(以下
「法」)第27条第3項

令和元年10月30日及び同年11月18日、法令違反の疑いを端緒として監
査を実施。9件の違反が認められた。(1)運送引受書の記載事項義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項）、
(2)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(3)乗務等の記録
事項義務違反(運輸規則第25条第1項、第2項、第4項)、(4)運行記録計に
よる記録義務違反(運輸規則第26条第1項)、(5)運行指示書の記載事項義
務違反(運輸規則第28条の2第1項)、(6)乗務員台帳の記載事項義務違反
(運輸規則第37条第1項)、(7)運転者に対する適性診断受診義務違反(運
輸規則第38条第2項)、(8)定期点検整備の実施義務違反(運輸規則第45
条、道路運送車両法第48条)、(9)自動車に関する表示義務違反(法第95
条)

27 14

貨物 2020 3 3
東部興産有限会社（法人
番号8260002026332）
代表者長安雄一郎

岡山県笠岡市東大戸
5259-2

本社営業所
岡山県笠岡市東
大戸5259-2

輸送施設の使用停止
（20日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項及び
同条第4項

平成31年4月24日及び令和元年6月10日、死亡事故を端緒として監査実
施。4件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）（2）
点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項、第2項及び第3項）（3）点
呼の記録義務違反（安全規則第7条第5項）（4）点呼の記録事項義務違
反（安全規則第7条第5項）

2 2

貨物 2020 3 3
一心運輸有限会社（法人
番号2480002008495)
代表者忠津正明

徳島県徳島市川内町旭
野224-1

本社営業所
徳島県徳島市川
内町旭野224-1

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和2年1月23日及び同年2月4日、労働局からの通報を端緒として監査
を実施したところ、2件の違反が確認された。(1)運転者に対する点呼の
実施結果の記録内容が不適切であったこと（貨物自動車運送事業輸送
安全規則（以下「安全規則」）第7条第5項）、(2)新たに雇い入れした
運転者に対して法令で定められた適性診断を受診させていなかったこ
と（安全規則第10条第2項）

0 0

貨物 2020 3 3

株式会社 飯田運送（法
人番号
6040001020500） 代
表者飯田 健次郎

千葉県八千代市大和田
新田６５５－１０

本社
千葉県八千代市
大和田新田６５
５－１０

事業停止（3日間）
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第13条

救護措置義務違反があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、
平成31年1月11日及び同年1月15日、監査を実施。12件の違反が認めら
れた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条第4項）、（2）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第3条第6項）、（3）点呼の実施義務違反等（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条）、（4）乗務等の記録事項義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（5）運転者に対す
る指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、
（6）高齢運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第2項）、（7）初任、高齢運転者に対する適性診断受診義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（8）定期
点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条）、
（9）整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第15条）、（10）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第23条第1項）、（11）事業計画の変更認可違反（貨
物自動車運送事業法第9条第1項）、（12）事業計画事前届出違反（貨
物自動車運送事業法第9条第3項）

32 32

貨物 2020 3 3

フジネットワークス 株
式会社（法人番号
2050001037885） 代
表者長山 茂男

茨城県小美玉市山野３
８１－１

本店
茨城県小美玉市
山野３８１－１

輸送施設の使用停止
（160日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第5項

法令違反の疑いがあることを端緒として、令和元年6月28日、同年7月5
日、同年9月10日及び同年10月3日監査を実施。10件の違反が認められ
た。（1）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第3条第6項）、（2）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第7条）、(3）点呼の記録の改ざん・不実記載違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条第5項）、（4）運転者台帳の作成義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第１項）、（5）運転者
に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1
項）、（6）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第13条）、（7）運行管理者の選任違反（貨物自動車運送事業法第18
条第1項）、（8）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9
条第1項）、（9）事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条
第3項）、（10）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）

16 16
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旭商事 株式会社（法人
番号4090001015324）
代表者鄧 平

山梨県韮崎市旭町上條
北割１８８３－３

本社
山梨県韮崎市旭
町上條北割１８
８３－３

輸送施設の使用停止
（140日車）、輸送の
安全確保命令

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

法令違反の疑いがあることを端緒として、令和元年10月8日及び10月11
日、監査を実施。9件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵
守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）疾病の
おそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、
（3）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条）、（4）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第9条）、（5）運行記録計による記録の改ざん・不実記録違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（6）運転者に対する
指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、
（7）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第2項）、（8）事業計画の変更認可違反（貨物自
動車運送事業法第9条第1項）、（9）事業計画事前届出違反（貨物自動
車運送事業法第9条第3項）

14 14
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やもおか運送 有限会社
（法人番号
2012802011007） 代
表者谷茂岡 正博

東京都西東京市南町６
－８－４

本社
東京都西東京市
南町６－８－４

輸送施設の使用停止
（50日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

救護措置義務違反があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、
令和元年10月18日、監査を実施。3件の違反が認められた。（1）疾病
のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）､
（2）初任、高齢運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第2項）、（3）初任、高齢運転者に対する適性診断
受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）

5 5

貨物 2020 3 3

北関物流 株式会社（法
人番号
4070001009121） 代
表者飯塚 銀三

群馬県吾妻郡中之条町
大字西中之条１６８１

本社
群馬県吾妻郡中
之条町大字西中
之条１６８１

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
法第25条第2項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和元年6月18日、監査
を実施。6件の違反が認められた。（1）点呼の実施義務違反等（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（2）運行記録計による記録義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（3）運転者に対
する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、
（4）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13
条）、（5）点検整備記録簿の保存義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第13条）、（6）事業の健全な発達を阻害する競争のうち社会
保険等に未加入のもの（貨物自動車運送事業法第25条第2項）

4 4
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株式会社 ＣＨＩＧＵＳ
Ａ ＪＡＰＡＮ（法人番
号5070001033269）
代表者門馬 千草

群馬県太田市新田嘉祢
町３

本社
群馬県太田市新
田嘉祢町３

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条

死亡事故を引き起こしたことを端緒として、令和元年9月18日、監査を
実施。5件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）点呼の実施義務違
反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（3）乗務等の記録
事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（4）
運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9
条）、（5）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第1項）

1 1



貨物 2020 3 3

長島運輸 株式会社（法
人番号
2010601009726） 代
表者木田 正伸

東京都江東区猿江１－
１０－５

本社
千葉県習志野市
芝園２－１－４
１

輸送施設の使用停止
（90日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

法令違反の疑いがあることを端緒として、令和元年8月22日、監査を実
施。8件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）疾病のおそれのある
乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（3）限度超過
車両の通行、条件等違反の防止に係る指導監督違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第5条の2）、（4）点呼の実施義務違反等（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条）、（5）乗務等の記録事項義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（6）運転者に対す
る指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、
（7）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第2項）、（8）事業計画の変更認可違反（貨物自
動車運送事業法第9条第1項）、

9 9

貨物 2020 3 3

ヤマトホームコンビニエ
ンス 株式会社（法人番
号4010001059584）
代表者和田 誠

東京都中央区銀座２－
１２－１８

厚木支店
神奈川県愛甲郡
愛川町中津４０
７８

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第13条

法令違反の疑いがあることを端緒として、令和元年8月19日、監査を実
施。2件の違反が認められた。（1）運行記録計による記録義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）､（2）無車検運行（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第13条、道路運送車両法第58条第1項）

41 6
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川野辺運輸 株式会社
（法人番号
6070001021652） 代
表者川野辺 達也

群馬県邑楽郡板倉町大
字岩田１３０４

 流通団地
倉庫

群馬県邑楽郡板
倉町大字岩田１
６２６－１

輸送施設の使用停止
（80日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

行政処分を受けたにもかかわらず改善が認められないことを端緒とし
て、令和元年8月29日監査を実施、4件の違反が認められた。（1）乗務
時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4
項）、（2）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第7条）、（3）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第8条第1項）、（4）運転者に対する指導監督違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

13 8
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株式会社須田（法人番号
3120001109940） 代
表者須田高子

大阪府大阪市東淀川区
豊新5-19-16

株式会社須
田営業所

大阪府大阪市東
淀川区豊新5-19-
16

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和元年8月7日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。4件の違
反が認められた。（1）点呼の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則（以下「安全規則」）第7条第5項）、（2）乗務等の記録義務
違反（安全規則第8条）、（3）運転者に対する指導監督違反（安全規
則第10条第1項）、（4）定期点検整備の実施違反（3ヶ月点検）（安全
規則第13条、道路運送車両法第48条）

6 6
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有限会社ワークス・マツ
ヤ（法人番号
1120102010792） 代
表者松谷和希

大阪府松原市天美西5-
173-1

本社営業所
大阪府松原市天
美西5丁目173番
地1

輸送施設の使用停止
（50日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和元年6月10日及び同年9月19日、関係機関からの情報を端緒に監査
を実施。5件の違反が認められた。（1）健康状態の把握義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第6項）、
（2）点呼の記録義務違反（安全規則第7条第5項）、（3）運行記録計
による記録義務違反（安全規則第9条）、（4）初任運転者に対する適
性診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）、（5）整備管理者の研
修受講義務違反（安全規則第15条）

5 5
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株式会社清水運送（法人
番号7120901029672）
代表者清水英二

大阪府豊中市曽根東町4
丁目3番28号

本社営業所
大阪府豊中市曽
根東町4丁目3番
28号

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和元年8月1日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。2件の違
反が認められた。（1）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則（以下「安全規則」）第7条）、（2）運行記録計による記録
義務違反（安全規則第9条）

3 3

タクシー 2020 3 3
金港交通株式会社（法人
番号8020001019922）
代表者関進

神奈川県横浜市磯子区
上町11-3

本社営業所
神奈川県横浜市
磯子区上町11-3

輸送施設の使用停止
（60日車）

道路運送法第13条

令和元年5月21日及び令和元年5月27日、死亡事故があった旨公安委員
会からの通知を端緒として監査を実施。8件の違反が認められた。(1)運
送引受義務違反(道路運送法(以下､運送法)第13条)､(2)営業区域外運送
違反(運送法第20条)､(3)領収書の発行義務違反(旅客自動車運送事業運
輸規則(以下､運輸規則)第10条第2項)､(4)乗務時間等の基準の遵守違反
(運輸規則第21条第1項)､(5)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第
5項)､(6)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(7)
高齢運転者に対する告示で定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条
第2項)､(8)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条
第2項)

6 6
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埼京タクシー株式会社
（法人番号
6030001074984） 代
表者藤田洋子

埼玉県川口市青木1-6-1 川口営業所
埼玉県川口市青
木1-6-1

輸送施設の使用停止
（40日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第2
項

令和元年9月10日、救護義務違反があった旨公安委員会からの通知を端
緒として監査を実施。6件の違反が認められた。(1)点呼の記録事項義務
違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第24条第5項)､(2)運
転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(3)高齢運転者
に対する告示で定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､(4)
高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)､(5)
整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条)､(6)運行管理者の講習
受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項)

4 4

タクシー 2020 3 3

日興タクシー株式会社
（法人番号
5011401011365） 代
表者山本眞弓

東京都板橋区加賀2-18-
15

本社営業所
東京都板橋区加
賀2-18-15

輸送施設の使用停止
（10日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和元年9月12日、無免許運転があった旨公安委員会からの通知を端緒
として監査を実施。3件の違反が認められた。(1)点呼の実施義務違反
(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第24条第2項)､(2)運転者
に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(3)運行管理補助者
の要件違反(運輸規則第47条の9第3項)

1 1

タクシー 2020 3 3

新光タクシー株式会社
（法人番号
8011801022439） 代
表者岡田従容

東京都足立区新田2-9-
16

本社営業所
東京都足立区新
田2-9-16

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第1
項

令和元年8月23日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として監査を実
施。3件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(旅客自
動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第21条第1項)､(2)点呼の記録事
項義務違反(運輸規則第24条第5項)､(3)運転者に対する指導監督義務違
反(運輸規則第38条第1項)

0 0

乗合バス 2020 3 3

帝産湖南交通株式会社
(法人番号
9160001012986 ) 代表
者大西真澄

滋賀県草津市山寺町188
番地

草津営業所
滋賀県草津市山
寺町188番地

輸送施設の使用停止
(10日車)

道路運送法第27条第
3項

令和元年9月19日、事故を引き起こしたことを端緒として監査を実施。
3件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運
送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第21条第1項)、(2)運転者に対す
る指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(3)運転者に対する特別な
指導実施義務違反(運輸規則第38条第2項)

6 1

貸切バス 2020 3 3

株式会社ラッキーバス
（法人番号
7011701014462） 代
表者秋野森貞雄

東京都江戸川区平井7-
17-27

本社営業所
東京都江戸川区
平井7-17-27

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第24条第5
項

令和元年8月6日及び令和元年9月2日、定期的な監査を実施。1件の違反
が認められた。(1)点呼の記録事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規
則第24条第5項)

0 0

貸切バス 2020 3 3
有限会社湊交通(法人番
号1140002053485) 代
表者沖中信彦

兵庫県姫路市的形町的
形4208番地

本社
兵庫県姫路市神
屋町4丁目12番地

輸送施設の使用停止
(80日車)

道路運送法(以下
「法」)第20条

令和元年10月10日、同年11月5日及び同年11月8日、法令違反の疑いを
端緒として監査を実施。8件の違反が認められた。(1)営業区域外旅客運
送(法第20条)、(2)健康状態の把握義務違反（旅客自動車運送事業運輸
規則(以下「運輸規則」)第21条第5項）、(3)運行指示書の記載事項義務
違反(運輸規則第28条の2第1項)、(4)乗務員台帳の記載事項義務違反(運
輸規則第37条第1項)、(5)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第
38条第1項)、(6)運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条
第2項)、(7)自動車に関する表示義務違反(法第95条)

8 8

貨物 2020 3 4

トキオロジスティックス
株式会社（法人番号
4040001048007） 代
表者井上 恵美子

千葉県習志野市茜浜３
丁目７番２号

本社

千葉県印旛郡
酒々井町飯積８
０４－Ａー１０
１

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和元年10月8日、監査
を実施。3件の違反が認められた。（1）点呼の実施義務違反等（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（2）乗務等の記録事項義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（3）運転者に対
する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0



貨物 2020 3 4
兵庫運輸株式会社（法人
番号4140001066072）
代表者髙井康裕

兵庫県神崎郡福崎町西
治137番地1

赤穂営業所
兵庫県赤穂市折
方字黒崎1495-18

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和元年9月13日、死亡事故を引き起こしたことを端緒に監査を実施。
5件の違反が認められた。（1）乗務時間等の告示の遵守違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）
点呼の実施義務違反（安全規則第7条）、（3）点呼の記録事項義務違
反（安全規則第7条第5項）、（4）運転者台帳の記載事項義務違反（安
全規則第9条の5第1項）、（5）運行管理者の講習受講義務違反（安全
規則第23条第1項）

3 3

乗合バス 2020 3 4

岐阜乗合自動車株式会社
（法人番号
3200001001437） 代
表者黒川公男

岐阜県岐阜市九重町4丁
目20番地

美濃営業所
岐阜県美濃市大
字生櫛字上ボタ
下1486番地10号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年1月17日、監査方針に基づいて監査実施。1件の違反が認められ
た。従業員に対する指導監督違反（旅客自動車運送事業運輸規則第2条
第3項）

4 0

貨物 2020 3 5
株式会社 業配（法人番
号7370001002828）
代表者佐藤裕司

宮城県仙台市宮城野区
苦竹3丁目4番5号

本社営業所
宮城県仙台市宮
城野区苦竹3丁目
4番5号

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和2年1月30日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実施した
結果、1件の違反が認められた。（1）運転者に対する指導監督義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2020 3 5
有限会社山田運輸（法人
番号6230002009440）
代表者山田孝成

富山県砺波市鷹栖505 本社営業所
富山県砺波市鷹
栖505

輸送施設の使用停止
（70日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項及び
同条第4項

平成31年4月24日、監査実施。6件の違反が認められた。（1）乗務時間
等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）（2）点呼の記録違反（安全規則第7条第5項）
（3）運転者台帳（安全規則第9条の5第1項）（4）指導監督告示による
運転者に対する指導及び監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第10条第1項）（5）指導監督告示による運転者に対する特別な指導及
び運転適性診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）（6）運行管理
者の講習受講義務違反（安全規則第23条第1項）

7 7

貨物 2020 3 5

株式会社ノースライナー
（法人番号
9240002038304 ） 代
表者菊間崇

広島県廿日市市梅原2丁
目3-14

山口事業所
山口県熊毛郡平
生町曽根1929-1

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第1項及び
同条第4項

令和2年1月20日、同年2月14日及び同年2月27日、死亡事故を端緒とし
て監査実施。5件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4
項）（2）乗務等の記録事項義務違反（安全規則第8条第1項）（3）運
転者台帳記載事項義務違反（安全規則第9条の5第1項）（4）運転者に
対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）(5)特定の運転者に
対する適性診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）

0 0

貨物 2020 3 5

株式会社 沖縄エンター
プライズ（法人番号
8360001007265 ）代表
者菅野吉晴

沖縄県沖縄市松本7丁目
16番23号

本社営業所
沖縄県沖縄市字
登川2810番地

輸送施設の使用停止
（33日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和元年10月16日、適正化実施機関が行った巡回指導の評価結果を端
緒に監査実施。8件の違反が認められた。（１）点呼の実施義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第7条第1項
～第3項）、（２）運行記録計による記録違反（安全規則第9条）、
（３）運転者台帳の記載事項不備（安全規則第9条の5第1項）、（４）
運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）、（５）初
任運転者の特別な指導実施義務違反（安全規則第10条第2項）、（６）
高齢運転者の適性診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）、（７）
日常点検の未実施（道路運送車両法第47条の2）、（８）運行管理者解
任の未届出（安全規則第19条）

4 4

貨物 2020 3 5
江崎運送株式会社（法人
番号4120001009314）
代表者保田輔洋

大阪府大阪市東住吉区
南田辺5-28-28

関西ＨＵＢ
センター営
業所

大阪府松原市天
美我堂2丁目326
番地

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(放
置行為)が過去1年以内に3件に達した。（1）運転者の指導監督義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2020 3 5
日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）
代表者衣川和秀

東京都千代田区大手町
2-3-1

大阪東郵便
局営業所

大阪府大阪市中
央区備後町1丁目
3-8

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(放
置行為)が過去1年以内に3件に達した。（1）運転者の指導監督義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2020 3 5

インターナショナルエク
スプレス株式会社（法人
番号8010401003337）
代表者原学

大阪府大阪市大正区鶴
町2-20-58

大正物流セ
ンター営業
所

大阪府大阪市大
正区鶴町2-20-58

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(放
置行為)が過去1年以内に3件に達した。（1）運転者の指導監督義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2020 3 5

株式会社ティーネット
サービス（法人番号
1120101027887） 代
表者竹内正

大阪府堺市中区平井
1087番地

本社営業所
大阪府堺市中区
平井1087番

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(放
置行為)が過去1年以内に3件に達した。（1）運転者の指導監督義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2020 3 5

有限会社猶興運輸産業
（法人番号
3310002011985） 代
表者井手達彦

長崎県佐世保市崎岡町
2585-1

本社営業所
長崎県佐世保市
崎岡町2569-1

輸送施設の使用停止
（10日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項、法第17条
第4項

令和1年8月21日、監査実施。6件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(3)点呼
の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(4)運行記録計による記録
義務違反(安全規則第9条)、(5)運行指示書に係る（作成、指示、携行）
義務違反(安全規則第9条の3第1項)、(6)運転者台帳の記載事項義務違反
(安全規則第9条の5第1項)

1 1

貨物 2020 3 5

株式会社阿蘇交通運輸
（法人番号
3330001012529） 代
表者飛田康博

熊本県阿蘇市一の宮町
大字宮地字東油町4530-
2

本社営業所
熊本県阿蘇市一
の宮町大字宮地
字東油町4530-2

輸送施設の使用停止
（10日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第8
条第1項､法第17条第
1項､法第17条第4
項､法第60条第1項

令和1年11月14日、監査実施。14件の違反が認められた。(1)事業計画
(休憩睡眠施設)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法
（以下「法」）第8条第1項)､(2)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動
車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項)､(3)疾病、
疲労等のおそれのある乗務(安全規則第3条第6項)､(4)点呼の記録義務違
反(安全規則第7条第5項)､(5)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第
5項)､(6)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)､(7)運行記録計に
よる記録義務違反(安全規則第9条)､(8)運転者台帳の作成義務違反(安全
規則第9条の5第1項)､(9)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条
の5第1項)､(10)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)､
(11)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1
項)､(12)特定運転者に対する特別な指導監督違反(安全規則第10条第2
項)､(13)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2
項)､(14)報告義務違反(法第60条第1項)

1 1

タクシー 2020 3 5

合名会社丸多タクシー
（法人番号
7360003005193 ）代表
者平良一

宮古島市平良西里1449
番地の17

本社営業所
沖縄県宮古島市
平良西里1449番
地の17

文書警告
道路運送法27条第3
号

令和2年2月12日、長期未実施を端緒に監査実施。4件の違反が認められ
た。（１）点呼の記録義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下
「運輸規則」）第24条第5項）、（２）運転者台帳の記載事項不備（運
輸規則第37条第1項）、（３）運転者に対する指導監督義務違反（運輸
規則第38条第1項）、（４）整備管理者変更の未届出（運輸規則第45
条）

0 0

タクシー 2020 3 5

合同会社都島自動車商会
(法人番号
6120003007603) 代表
者高士修

大阪府守口市京阪本通1
丁目10番36号

旭
大阪府大阪市旭
区大宮4丁目24番
12号

輸送施設の使用停止
(48日車)

道路運送法（以下
「法」）第13条

令和元年10月18日、苦情を端緒として調査を実施。1件の違反が認めら
れた。運送引受義務違反(法第13条)

5 5

タクシー 2020 3 5

Ｋ２ＪＡＰＡＮ株式会社
（法人番号
9120001215997） 代
表者宮城由香

大阪府大阪市大正区南
恩加島5丁目1-25

Ｋ２ＪＡＰ
ＡＮ株式会
社本社営業
所

大阪府大阪市大
正区南恩加島5丁
目１-25

輸送施設の使用停止
(48日車)

道路運送法（以下
「法」）第13条

令和元年11月7日、苦情を端緒として調査を実施。1件の違反が認めら
れた。運送引受義務違反(法第13条)

8 5

タクシー 2020 3 5

神戸相互タクシー株式会
社(法人番号
7140001002850) 代表
者平尾文一

兵庫県神戸市東灘区本
山南町6丁目10番地28号

芦屋駅前
兵庫県芦屋市船
戸町駅前広場内

輸送施設の使用停止
(108日車)

道路運送法第27条第
3項

令和元年8月29日、苦情を端緒として調査を実施。1件の違反が認めら
れた。乗務等の記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第25条第3
項、第4項)

11 11



貸切バス 2020 3 5

株式会社ノースジャパン
北海道（法人番号
5440001005759） 代
表者出町捷敏

北海道北斗市村山161番
地1

本社営業所
北海道北斗市村
山161番地1

文書警告（処分日車
数50日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3.(6)
による）

道路運送法（以下
「法」）第27条第3
項、法第94条第1項

令和2年1月23日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を端緒
として監査を実施。6件の違反が認められた。(1)乗務員台帳の記載事項
義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第37条
第1項）、(2)運転者に対する指導監督違反（運輸規則第38条第1項）、
(3)運転者に対する指導監督の記録違反（運輸規則第38条第1項）、(4)
運行管理者の講習受講義務違反（運輸規則第48条の4第1項）、(5)書類
の適切管理義務違反（運輸規則第69条）、(6)報告義務違反（法第94条
第1項）

5 5

貨物 2020 3 6

福岡食品サービス株式会
社（法人番号
2290001087015） 代
表者林田健一

福岡県春日市白水ヶ丘
5-150

本社営業所
福岡県大野城市
旭ヶ丘1-7-1

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和2年2月26日、監査実施。2件の違反が認められた。(1)運転者台帳
の記載事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規
則」)第9条の5第1項)､(2)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条
第1項)

0 0

タクシー 2020 3 6
宝交通株式会社（法人番
号3180001022171）
代表者笠原猛

愛知県名古屋市熱田区
神宮4丁目7番地27号

内浜営業所
愛知県名古屋市
瑞穂区内浜町34
番9号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年1月29日､関係機関からの通知を端緒として監査実施｡1件の違反
が認められた｡運転者に対する指導監督違反(旅客自動車運送事業運輸規
則第38条第1項)

0 0

貸切バス 2020 3 6

有限会社和栄タクシー
（法人番号
4190002011816） 代
表者中村和晃

三重県志摩市志摩町和
具１９０３番地１号

鵜方営業所

三重県志摩市阿
児町神明才庭１
８２８－1、１８
２８－２

文書警告（処分日車
数２0日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

道路運送法第２７条
第３項

令和元年１２月１８日、監査方針に基づいて監査実施。２件の違反が
認められた。（１）運送引受書の記載不備（旅客自動車運送事業運輸
規則（以下「運輸規則」）第７条の２第１項）、（２）点呼の記録記
載不備（運輸規則第２４条第５項）

21 2

貸切バス 2020 3 6

有限会社KRB観光バス
（法人番号
8180302025604） 代
表者大河原勝也

愛知県豊田市花沢町上
行田14番地

瀬戸営業所
愛知県瀬戸市広
之田町217番地1

文書警告（処分日車
数10日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3.(6)
による）

道路運送法第27条第
3項

令和元年12月12日及び同年同月24日、監査方針に基づいて監査実施。2
件の違反が認められた。(1)運送引受書の記載不備（旅客自動車運送事
業運輸規則（以下「運輸規則」）第7条の2第1項）、(2)運行指示書の
記載不備（運輸規則第28条の2第1項）

69 1

貸切バス 2020 3 6

有限会社KRB観光バス
（法人番号
8180302025604） 代
表者大河原勝也

愛知県豊田市花沢町上
行田１４番地

瀬戸営業所
愛知県瀬戸市広
之田町２１７番
地１

文書警告（処分日車
数１0日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

道路運送法第２７条
第３項

令和元年１２月１３日及び同年同月２４日、監査方針に基づいて監査
実施。２件の違反が認められた。（１）運送引受書の記載不備（旅客
自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第７条の２第１項）、
（２）運行指示書の記載不備（運輸規則第２８条の２第１項）

69 1

貨物 2020 3 9
株式会社盛功流通（法人
番号6370001012480）
代表者鈴木悟

宮城県仙台市宮城野区
港2丁目1番10号

本社営業所
宮城県仙台市宮
城野区港2丁目1
番10号

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
法第25条第2項

令和2年1月16日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実施した
結果、1件の違反が認められた。（1）営業類似違法行為を行う自家用
貨物自動車の利用（貨物自動車運送事業法第25条第2項）

4 4

貨物 2020 3 9

志和貨物自動車株式会社
（法人番号
9240001022829） 代
表者牧尾和志

広島県東広島市志和町
別府1905-1

本社営業所
広島県東広島市
志和町別府1905-
1

輸送施設の使用停止
（30日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項及び
同条第4項

令和元年5月28日及び同年7月4日、情報提供を端緒として監査実施。7
件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）（2）点呼の
実施義務違反（安全規則第７条第1項、第2項及び第3項）（3）点呼の
記録義務違反（安全規則第7条第5項）（4）点呼の記録事項義務違反
（安全規則第7条第5項）（5）乗務等の記録事項義務違反（安全規則第
8条第1項）（6）運行記録計による記録保存義務違反（安全規則第9
条）（7）運転者台帳記載事項義務違反（安全規則第9条の5第1項）

3 3

貨物 2020 3 9

株式会社九州建物管理
サービス（法人番号
6340001001445） 代
表者高橋昭壽

鹿児島県鹿児島市武岡
1-14-3

本社営業所
鹿児島県鹿児島
市武岡1-14-3

輸送施設の使用停止
（40日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第4項、法第60条
第1項

令和1年7月24日、監査実施。10件の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第7
条)､(2)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)､(3)点呼の記録事項
義務違反(安全規則第7条第5項)､(4)乗務等の記録義務違反(安全規則第8
条)､(5)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)､(6)運行記録計によ
る記録義務違反(安全規則第9条)､(7)運転者台帳の記載事項義務違反(安
全規則第9条の5第1項)､(8)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10
条第1項)､(9)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違
反(安全規則第10条第1項)､(10)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第
60条第1項)

4 4

タクシー 2020 3 9 森慶文 富山県富山市 個人 富山県富山市
輸送施設の使用停止
（65日車）

道路運送法第27条第
3項

令和2年1月23日、監査実施。2件の違反が認められた。（1）無車検運
行（道路運送車両法第58条第1項）（2）定期点検整備等の未実施（道
路運送車両法第48条）

7 7

タクシー 2020 3 9 平坂 強 千葉県千葉市 個人 千葉県千葉市 文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第25条第3
項

令和2年2月7日、死亡事故があった旨公安委員会からの通知を端緒とし
て監査を実施。1件の違反が認められた。(1)乗務記録の記録事項の不備
(旅客自動車運送事業運輸規則第25条第3項)

0 0

乗合バス 2020 3 9
神戸市(法人番号
9000020281000) 代表者
岸田泰幸

兵庫県神戸市兵庫区御
崎町1丁目2番1号

中央営業所
兵庫県神戸市中
央区小野浜町7番
65号

輸送施設の使用停止
(30日車)

道路運送法第27条第
3項

令和元年11月27日、同年12月13日及び同年12月16日、法令違反の疑い
を端緒として監査を実施。6件の違反が認められた。(1)運行管理者に対
する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規
則」）第48条の3)、(2)点呼の実施義務違反(運輸規則第24条第1項、第
2項)、(3)点呼の記録義務違反【記載事項の不備】(運輸規則第24条第5
項)、(4)乗務等の記録義務違反(運輸規則第25条第1項、第4項)、(5)運
転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(6)点呼の記録
義務違反【一部記録なし】(運輸規則第24条第5項)

4 3

貸切バス 2020 3 9

株式会社エスアール
ティー（法人番号
4260001000779）代表
者服部哲

岡山県岡山市北区伊島
町二丁目20－23

岡山営業所
岡山県岡山市北
区富吉2944－11

輸送施設の使用停止
（120日車）及び文書
警告

道路運送法（以下
「法」）第9条の2第
1項及び法第27条第
3項

平成31年2月18日、同年3月27日及び同年4月1日、継続監視の監査対象
であることを端緒として監査実施。6件の違反が認められた。(1)運賃料
金変更事前届出違反（法第9条の2第1項）、(2)運送引受書の交付義務
違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第7条の2第1
項）、(3)運送引受書の記載事項義務違反（運輸規則第7条の2第1
項）、(4)乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第25条第2項）、(5)乗
務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条第1項）、(6)運行管理
補助者の選任届出義務違反（運輸規則第68条）

12 12

貨物 2020 3 10

株式会社 Ｄ．Ｌ．Ｋ
（法人番号
7030001121562） 代
表者平田 智夏

埼玉県所沢市大字松郷
１３８－７（旧：埼玉
県所沢市東所沢和田２
－２３－５ ラ・フォ
ンテーヌ２０３）

株式会社
Ｄ．Ｌ．Ｋ
本社

埼玉県所沢市東
所沢和田１－１
０－８ サニー
フラット２０３
（旧：埼玉県所
沢市東所沢和田
２－２３－５
ラ・フォンテー
ヌ２０３）

輸送施設の使用停止
（130日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第13条

死亡事故を引き起こしたことを端緒として、令和元年9月4日、監査を
実施。8件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）疾病のおそれのあ
る乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（3）点呼の
記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）、（4）
運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10
条第1項）、（5）初任運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第10条第2項）、（6）初任運転者に対する適性診断
受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、
（7）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13
条）、（8）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）

13 13

貨物 2020 3 10

高萩陸運 有限会社（法
人番号
2050002032134） 代
表者鈴木 宣治

茨城県高萩市大和町３
－４－１

本社
茨城県高萩市大
和町３－４－１

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

労働局からの通報を端緒として、令和元年9月5日及び同年9月26日、監
査を実施。4件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）点呼の実施義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（3）運行記録計
による記録保存義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、
（4）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第10条第1項）

6 6



貨物 2020 3 10

相和流通 株式会社（法
人番号
8040001034606） 代
表者相馬 治

千葉県千葉市緑区高田
町２２９７－１７

本社
千葉県千葉市緑
区高田町２２９
７－１７

輸送施設の使用停止
（160日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和元年7
月4日及び同年7月8日、監査を実施。12件の違反が認められた。（1）
乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第
4項）、（2）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条第6項）、（3）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条）、（4）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（5）運行記録計による記録義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（6）運転者に対す
る指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、
（7）高齢運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第2項）、（8）高齢運転者に対する適性診断受診義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（9）整備管理者
の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第15条）、
（10）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1
項）、（11）事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3
項）、（12）事業の健全な発達を阻害する競争のうち社会保険等に未
加入のもの（貨物自動車運送事業法第25条第2項）

16 16

貨物 2020 3 10

ヤマセイ商事 株式会社
（法人番号
8030001045521） 代
表者山口 清八郎

埼玉県富士見市大字南
畑新田８１３－１

本社
埼玉県富士見市
南畑新田８１３
－１

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和元年8
月21日、監査を実施。4件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示
の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）点
呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（3）
運行指示書による指示義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9
条の3）、（4）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第1項）

2 2

貨物 2020 3 10
株式会社 ムロオ（法人
番号6240001026634）
代表者山下 俊一郎

広島県呉市中央１丁目
６－９

埼玉県三郷
支店

埼玉県三郷市番
匠免２丁目２１
５

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和元年9
月11日、監査を実施。2件の違反が認められた。（1）運転者に対する
指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、
（2）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第2項）

2 2

貨物 2020 3 10

日本冷食開発 株式会社
（法人番号
8021001047608） 代
表者坂本 正

神奈川県厚木市関口４
０７－４

本社
神奈川県厚木市
関口４０７－４

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和元年8
月23日、監査を実施。2件の違反が認められた。（1）運転者に対する
指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、
（2）事故惹起運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第2項）

2 2

貨物 2020 3 10

有限会社 山口商事（法
人番号
4021002055860） 代
表者山口 貴弘

神奈川県足柄上郡北町
玄倉１７２

岸
神奈川県足柄上
郡山北町岸７６
－５

輸送施設の使用停止
（25日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第13条

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和元年9
月6日、監査を実施。3件の違反が認められた。（1）疾病のおそれのあ
る乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（2）運転者
に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1
項）、（3）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第13条）

3 3

貨物 2020 3 10

相和流通 株式会社（法
人番号
8040001034606） 代
表者相馬 治

千葉県千葉市緑区高田
町２２９７－１７

神奈川

神奈川県相模原
市中央区東淵野
辺４丁目１５番
２４号

輸送施設の使用停止
（140日車）、輸送の
安全確保命令

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

法令違反の疑いがあることを端緒として、令和元年8月14日、同年8月
27日、同年10月10日、同年12月12日、監査を実施。16件の違反が認め
られた。（1）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条第6項）、（2）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条）、（3）乗務等の記録義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第8条第1項）、（4）乗務等の記録事項義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（5）運行記録計による記
録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（6）運転者
に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1
項）、（7）事故惹起、初任運転者に対する指導監督違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（8）事故惹起、初任運転者に
対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10
条第2項）、（9）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第13条）、（10）点検整備記録簿の保存義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第13条）、（11）整備管理者の研修受講義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第15条）、（12）運行管理者
に対する指導及び監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第22
条）、（13）運行管理者の選任違反（貨物自動車運送事業法第18条第1
項）、（14）運行管理者の解任未届出違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第19条）、（15）事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事
業法第9条第3項）、（16）事業の健全な発達を阻害する競争のうち社
会保険等に未加入のもの（貨物自動車運送事業法第25条第2項）

0 14

貨物 2020 3 10
株式会社 雄辰（法人番
号7011502005289）
代表者百戸 浩一

埼玉県さいたま市岩槻
区大字岩槻６８１６番
地

本社
埼玉県さいたま
市岩槻区大字岩
槻６８１６

輸送施設の使用停止
（270日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第13条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和元年6月28日、監査
を実施。16件の違反が認められた。（1）疾病のおそれのある乗務（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（2）点呼の実施義務違
反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（3）乗務等の記録
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（4）乗務
等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1
項）、（5）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第9条）、（6）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第10条第1項）、（7）初任運転者に対する指導監
督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（8）初任
運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第2項）、（9）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第13条）、（10）整備管理者の研修受講義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第15条）、（11）運行管理者に対
する指導及び監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条）、
（12）運行管理者の選任（解任）未届出違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第19条）、（13）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運
送事業法第9条第1項）、（14）報告義務違反（貨物自動車運送事業報
告規則第2条）、（15）運賃及び料金の未届出（貨物自動車運送事業報
告規則第2条の2）、（16）自動車に関する表示義務違反（道路運送法
第95条）

27 27

貨物 2020 3 10
株式会社 鎌倉屋（法人
番号7050003000985）
代表者奥村 英生

茨城県坂東市岩井３３
１０

本社
茨城県坂東市岩
井３３１０

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

酒気帯び運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和
元年10月18日及び同年12月23日、監査を実施。7件の違反が認められ
た。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第4項）、（2）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条）、（3）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第8条第1項）、（4）運転者に対する指導監督違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（5）高齢運転者
に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項）、（6）高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第10条第2項）、（7）定期点検整備の実施違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条）

3 3



貨物 2020 3 10

楠原輸送 株式会社（法
人番号
5020001030543） 代
表者花島 孝明

神奈川県横浜市神奈川
区東神奈川２－４３－
１

千葉
千葉県市原市八
幡浦１－８－１

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

死亡事故を引き起こしたことを端緒として、令和元年12月17日、監査
を実施。5件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）点呼の実施義
務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（3）運行記録
計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、
（4）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第10条第1項）、（5）事故の未報告（貨物自動車運送事業法第24
条、自動車事故報告規則第3条第1項）

3 3

貨物 2020 3 10
有限会社天本興業（法人
番号1320002019757）
代表者松尾太一

大分県日田市十二町
134-1

本社営業所
大分県日田市大
字川下723-3

輸送施設の使用停止
（30日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項、法第17条
第4項

令和1年10月25日、監査実施。3件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項)､(2)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条
の5第1項)､(3)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10
条第2項)

3 3

タクシー 2020 3 10

有限会社なのはな観光タ
クシー（法人番号
6400502001111） 代
表者大西光雄

岩手県一関市竹山町1番
19号

本社営業所
岩手県一関市竹
山町21番3号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年2月20日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として監査を実
施した結果、1件の違反が認められた。（1）運転者に対する指導監督
義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

タクシー 2020 3 10

エコシステム株式会社
（法人番号
2010601030483） 代
表者中村秀樹

東京都江東区新木場1-
11-14

綾瀬営業所
東京都足立区東
綾瀬1-23-16-101
号､102号､204号

輸送施設の使用停止
（41日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

平成31年3月15日及び平成31年3月26日、無免許運転があった旨公安委
員会からの通知を端緒として監査を実施。7件の違反が認められた。(1)
点呼の記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第24
条第5項)､(2)乗務記録の記録事項の不備(運輸規則第25条)､(3)運行記録
計による記録義務違反(運輸規則第26条第2項)､(4)運転者に対する指導
監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(5)高齢運転者に対する告示で定
める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､(6)高齢運転者に対す
る適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)､(7)運転者証の返納等
義務違反(ﾀｸｼｰ業務適正化特別措置法第16条第1項)

12 5

タクシー 2020 3 10

株式会社日の丸リムジン
（法人番号
2010401025221） 代
表者富田和宏

東京都港区赤坂1-12-32 深川営業所
東京都江東区白
河4-3-14

輸送施設の使用停止
（220日車）

道路運送法第20条

令和元年5月20日及び令和元年5月29日並びに令和元年10月9日他、法
令違反の疑いがあることを端緒として監査を実施。9件の違反が認めら
れた。(1)運賃料金変更認可違反(道路運送法(以下､運送法)第9条の3第1
項)､(2)事業計画の事前変更届出違反(運送法第15条第3項)､(3)営業区域
外運送違反(運送法第20条)､(4)点呼の記録事項義務違反(旅客自動車運
送事業運輸規則(以下､運輸規則)第24条第5項)､(5)乗務記録の記録事項
の不備(運輸規則第25条)､(6)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規
則第38条第1項)､(7)高齢運転者に対する告示で定める特別な指導義務違
反(運輸規則第38条第2項)､(8)高齢運転者に対する適性診断受診義務違
反(運輸規則第38条第2項)､(9)整備管理者の選任(解任)の未届出､虚偽届
出(道路運送車両法第52条)

22 22

タクシー 2020 3 10

株式会社織田タクシー
（法人番号
7030001093694） 代
表者織田一

埼玉県八潮市木曽根
1208-1

東京営業所
東京都足立区竹
の塚6-24-18

輸送施設の使用停止
（20日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和元年8月16日、救護義務違反があった旨公安委員会からの通知を端
緒として監査を実施。3件の違反が認められた。(1)健康状態の把握義務
違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第21条第5項)､(2)運
転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(3)高齢運転者
に対する告示で定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)

6 2

タクシー 2020 3 10
都自動車株式会社（法人
番号7010001030311）
代表者鶴野正勝

東京都千代田区神田錦
町3-13

神田営業所
東京都千代田区
神田錦町3-13

輸送施設の使用停止
（60日車）

道路運送車両法第58
条第1項

令和元年10月16日、無車検運行があった旨の情報を端緒として監査を
実施。1件の違反が認められた。(1)無車検運行(道路運送車両法第58条
第1項)

6 6

タクシー 2020 3 10

大和川交通株式会社（法
人番号
2120101027770） 代
表者大沼仁洪

大阪府堺市堺区南島町3
丁131番地1

本社
大阪府堺市堺区
南島町3丁131番
地1

輸送施設の使用停止
(48日車)

道路運送法（以下
「法」）第13条

令和元年11月8日、苦情を端緒として調査を実施。1件の違反が認めら
れた。運送引受義務違反(法第13条)

5 5

タクシー 2020 3 10 駒井 肇 大阪府守口市八雲北町
コマイタク
シー

大阪府守口市八
雲北町

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和元年12月18日、苦情を端緒として調査を実施。1件の違反が認めら
れた。一般準則(公平かつ懇切な取扱い)違反(旅客自動車運送事業運輸
規則第2条第2項)

0 0

タクシー 2020 3 10

久留米西鉄タクシー株式
会社（法人番号
5290001070703） 代
表者本田哲

福岡県久留米市国分町
御供田1596

小郡営業所
福岡県小郡市小
郡205、206、
207-2

輸送施設の使用停止
処分（10日車）

道路運送法第20条
令和1年10月9日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)営業区域外
運送（道路運送法第20条）

1 1

タクシー 2020 3 10
日高交通株式会社（法人
番号5290801010627）
代表者日高康

福岡県北九州市八幡西
区陣原2-6-16

本社営業所
福岡県北九州市
八幡西区陣原2-
6-16

輸送施設の使用停止
処分（10日車）

道路運送法第27条第
3項

令和1年12月25日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対
する指導監督違反（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

1 1

タクシー 2020 3 10

有限会社Shonai観光
（法人番号
6290002046429） 代
表者岡本輝篤

福岡県飯塚市赤坂795-2
庄内タク
シー庄内営
業所

福岡県飯塚市赤
坂795-2

輸送施設の使用停止
（20日車）、文書警
告

道路運送法第27条第
3項

令和1年11月26日、監査実施。5件の違反が認められた。(1)苦情処理の
記録の記載事項不備違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸
規則」）第3条第2項）､(2)疾病、疲労等のおそれのある乗務（運輸規
則第21条第5項）､(3)乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第25条）､
(4)乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条第1項）､(5)運転者
に対する指導監督違反（運輸規則第38条第1項）

2 2

乗合バス 2020 3 10

箱根登山バス株式会社
（法人番号
3021001033505） 代
表者野村尚廣

神奈川県小田原市東町
5-33-1

小田原営業
所

神奈川県小田原
市東町5-33-1

輸送施設の使用停止
（10日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第1
項

令和元年8月20日及び令和元年9月5日、法令違反の疑いがあることを端
緒に監査を実施。2件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違
反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第21条第1項)､(2)運
転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)

1 1

乗合バス 2020 3 10
千葉交通株式会社（法人
番号6040001043022）
代表者芹澤弘之

千葉県成田市花崎町
750-1

銚子営業所
千葉県銚子市松
本町1-8-5

輸送施設の使用停止
（10日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第1
項

令和元年7月2日及び令和元年7月5日、死亡事故があった旨公安委員会
からの通知を端緒に監査を実施。4件の違反が認められた。(1)乗務時間
等告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第21
条第1項)､(2)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)､(3)運転基準
図の記載事項不備(運輸規則第27条第1項)､(4)運転者に対する指導監督
等義務違反(運輸規則第38条第1項)

1 1

貸切バス 2020 3 10

国本企画交通株式会社
（法人番号
6060001018022） 代
表者渡邉守

栃木県宇都宮市新里町
丁1182-6

本社営業所
栃木県宇都宮市
岩原町660-3

輸送施設の使用停止
（160日車）

道路運送法第9条の2
第1項

令和元年7月26日及び令和元年8月1日、定期的な監査を実施。4件の違
反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2第
1項)､(2)運送引受書の交付義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下
｢運輸規則｣)第7条の2第1項)､(3)点呼の実施義務違反(運輸規則第24条)､
(4)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)

16 16

貸切バス 2020 3 10
秩通商事株式会社（法人
番号9030001090863）
代表者金子展明

埼玉県秩父市宮側町6-
11

本社営業所
埼玉県秩父市宮
側町6-11

輸送施設の使用停止
（290日車）及び輸送
の安全確保命令

旅客自動車運送事業
運輸規則第24条第5
項

令和元年8月14日及び令和元年8月22日、法令違反の疑いがあることを
端緒に監査を実施。9件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違
反(道路運送法第15条第1項)､(2)運行管理者の要件違反(旅客自動車運送
事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第47条の9第1項)､(3)運行に関する状況
把握体制の整備違反(運輸規則第21条の2)､(4)点呼の実施義務違反(運輸
規則第24条)､(5)点呼記録の不実記載(運輸規則第24条第5項)､(6)運転者
に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(7)定期点検整備等
の未実施(運輸規則第45条第1号)､(8)無車検運行(道路運送車両法第58条
第1項)､(9)運行管理者に対する指導監督義務違反(運輸規則第48条の3)

29 29



貸切バス 2020 3 10

有限会社さつき観光バス
（法人番号
2030002020999） 代
表者高橋勝司

埼玉県さいたま市岩槻
区大字南平野1-25-9

本社営業所
埼玉県さいたま
市岩槻区南平野
3-1-14

輸送施設の使用停止
（90日車）

道路運送法第9条の2
第1項

令和元年9月2日、定期的な監査を実施。3件の違反が認められた。(1)
運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2第1項)､(2)疾病のおそ
れのある乗務(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第21条第5
項)､(3)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)

19 9

貸切バス 2020 3 10

株式会社グローバルジャ
パン（法人番号
8030001058564） 代
表者川村照夫

埼玉県川越市大字吉田
1047

本社営業所

埼玉県入間郡毛
呂山町大字市場
字上西ヶ谷1038-
4

輸送施設の使用停止
（80日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第45条第1
号

令和元年8月16日、定期的な監査を実施。5件の違反が認められた。(1)
点呼の記録事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規
則｣)第24条第5項)､(2)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38
条第1項)､(3)点検整備関係義務違反(運輸規則第45条第1号)､(4)整備管
理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条)､(5)運行管理者に対する講習
受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項)

17 8

貸切バス 2020 3 10
有限会社日邦観光（法人
番号2030002030602）
代表者田口史明

埼玉県所沢市若狭3-
2351-1

本社営業所
埼玉県所沢市若
狭3-2351-1

輸送施設の使用停止
（90日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第48条の4
第1項

令和元年7月25日及び令和元年8月22日、定期的な監査を実施。6件の違
反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運
輸規則(以下｢運輸規則｣)第21条第1項)､(2)運転者に対する指導監督義務
違反(運輸規則第38条第1項)､(3)初任運転者に対する特別な指導義務違
反(運輸規則第38条第2項)､(4)初任運転者に対する適性診断受診義務違
反(運輸規則第38条第2項)､(5)運行管理者に対する講習受講義務違反(運
輸規則第48条の4第1項)､(6)報告義務違反(道路運送法第94条第1項)

19 9

貸切バス 2020 3 10

有限会社すずき観光（法
人番号
6050002040918） 代
表者鈴木市郎

茨城県常総市平町295 本社営業所
茨城県常総市平
町295－1

輸送施設の使用停止
（60日車）

道路運送法第9条の2
第1項

令和元年8月23日及び令和元年9月11日、定期的な監査を実施。6件の違
反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2第
1項)､(2)運送引受書の記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則(以
下｢運輸規則｣)第7条の2第1項)､(3)疾病のおそれのある乗務(運輸規則第
21条第5項)､(4)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)､(5)運
行指示書の記載事項不備(運輸規則第28条の2第1項)､(6)運転者に対する
指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)

6 6

貸切バス 2020 3 10

株式会社アクセス急行
（法人番号
1030001070047） 代
表者松本敏朗

千葉県佐倉市新町211 本社営業所
千葉県佐倉市新
町211-2

輸送施設の使用停止
（60日車）

道路運送法第9条の2
第1項

令和元年8月2日、区域拡大を行ったことを端緒に監査を実施。3件の違
反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2第
1項)､(2)乗務等の記録の記録事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則(以
下｢運輸規則｣)第25条第2項)､(3)運転者に対する指導監督等義務違反(運
輸規則第38条第1項)

6 6

貸切バス 2020 3 10

株式会社グリーンライフ
（法人番号
6040001038666） 代
表者難波紀幸

千葉県柏市大青田1604-
1

柏営業所
千葉県柏市大青
田1604-4

輸送施設の使用停止
（170日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第24条

令和元年5月31日及び令和元年6月4日、定期的な監査を実施。9件の違
反が認められた。(1)営業区域外旅客運送(道路運送法(以下｢運送法｣)第
20条)､(2)運送引受書の記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則
(以下｢運輸規則｣)第7条の2第1項)､(3)乗務時間等告示の遵守違反(運輸
規則第21条第1項)､(4)疾病のおそれのある乗務(運輸規則第21条第5項)､
(5)点呼の実施等義務違反(運輸規則第24条)､(6)乗務等の記録保存義務
違反(運輸規則第25条第2項)､(7)運行指示書の記載事項不備(運輸規則第
28条の2第1項)､(8)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条
第1項)､(9)報告義務違反(運送法第94条第1項)

17 17

貸切バス 2020 3 10
日本交通株式会社（法人
番号9050001010290）
代表者吉田貴光

茨城県稲敷郡阿見町荒
川本郷2880-2

本社営業所
茨城県稲敷郡阿
見町荒川本郷
2880-1

輸送施設の使用停止
（120日車）

道路運送法第9条の2
第1項

令和元年6月10日、定期的な監査を実施。7件の違反が認められた。(1)
運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2第1項)､(2)点呼の記録
事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第24条第5
項)､(3)乗務等の記録の記録事項不備(運輸規則第25条第2項)､(4)運行指
示書の記載事項不備(運輸規則第28条の2第1項)､(5)運転者に対する指導
監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)､(6)高齢運転者に対する特別な
指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､(7)高齢運転者に対する適性診断
受診義務違反(運輸規則第38条第2項)

12 12

貸切バス 2020 3 10
株式会社鈴木商事（法人
番号8020001054044）
代表者鈴木秀明

神奈川県横浜市栄区飯
島町1895

本社営業所
神奈川県横浜市
栄区飯島町1895

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第68条

令和2年1月20日、定期的な監査を実施。1件の違反が認められた。(1)
運行管理補助者の届出義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第68条)

17 0

貸切バス 2020 3 10

株式会社東海バスオレン
ジシャトル （法人番号
1080101013306） 代
表者清水修

静岡県伊東市渚町２番
地２８号

沼津営業所

静岡県沼津市大
平字中堀合１７
９０－１、１７
９１、１７９２
－１、１７９３
－１

文書警告（処分日車
数４0日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

道路運送法第２７条
第３項

令和元年１１月２０日、監査方針に基づいて監査実施。１件の違反が
認められた。点呼の実施義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第２
４条第１項及び第２項）

4 4

貸切バス 2020 3 10

有限会社メイプル交通
（法人番号
2240002054448 ）代表
者木城湖之

広島県三原市大和町大
字大草5789－1

本社営業所
広島県三原市大
和町大字大草
5789－1

事業停止（3日間）、
輸送施設の使用停止
（320日車）及び文書
警告

道路運送法（以下
「法」）第12条第1
項、法第15条第1
項、法第23条第1
項、同条第3項及び
法第27条第3項

令和元年6月12日、同年6月24日、同年7月11日及び同年8月2日、継続
監視の監査対象であることを端緒として監査実施。18件の違反が認め
られた。(1)運賃料金、運送約款の掲示義務違反（法第12条第1項）、
(2)事業計画の変更認可違反（営業所の位置）（法第15条第1項）、(3)
運行管理者の選任義務違反（法第23条第1項）、(4)運行管理者の選任
解任届出違反（法第23条第3項）、(5)運送引受書の交付義務違反（旅
客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第7条の2第1項）、
(6)運送引受書の記載事項義務違反（運輸規則第7条の2第1項）、(7)点
呼の実施義務違反（運輸規則第24条第1項及び第2項）、(8)点呼の記載
事項義務違反（運輸規則第24条第5項）、(9)乗務等の記録事項義務違
反（運輸規則第25条第2項）、(10)運行指示書記載事項義務違反（運輸
規則第28条の2第1項）、(11)乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規
則第37条第1項）、(12)運転者に対する指導監督義務違反（運輸規則第
38条第1項）、(13)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反（運輸
規則第38条第1項）、(14)特定の運転者に対する特別な指導義務違反
（運輸規則第38条第2項）、(15)特定運転者に対する適齢診断受診義務
違反（運輸規則第38条第2項）、(16)整備管理者の研修受講義務違反
（運輸規則第46条）、(17)運行管理者の講習（一般講習）受講義務違
反（運輸規則第48条の4第1項）、(18)休憩、仮眠又は睡眠施設変更未
届出違反（道路運送法施行規則第66条第1項第6号）

32 32

貨物 2020 3 11
株式会社大翔運輸（法人
番号5410001007659）
代表者斉藤陽悦

秋田県能代市二ツ井町
仁鮒字中台121番地3

本社営業所
秋田県能代市二
ツ井町仁鮒字中
台121番地3

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和2年1月21日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実施した
結果、1件の違反が認められた。（1）運転者に対する指導監督義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2020 3 11
株式会社ワタナベ（法人
番号5110001032729）
代表者菅原一男

新潟県燕市吉田鴻巣
175-3

本社営業所
新潟県燕市吉田
鴻巣175-3

輸送施設の使用停止
（90日車）

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
11条、法第17条第4
項、法第18条第2項
及び法第法第60条第
1項

令和元年7月25日、監査実施。14件の違反が認められた。（1）運賃及
び料金、運送約款等の無掲示（法第11条）（2）貨物の積載方法違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第5条）
（3）限度超過車両の通行、条件等違反の防止に係る指導及び監督の怠
慢（安全規則第5条の2）（4）点呼の実施違反（安全規則第7条第1項～
第2項）（5）点呼の記録違反（安全規則第7条第5項）（6）乗務等の記
録違反（安全規則第8条）（7）運行記録計による記録違反（安全規則
第9条）（8）運行指示書（安全規則第9条の3第1項）（9）運転者台帳
（安全規則第9条の5第1項）（10）指導監督告示による運転者に対する
指導及び監督違反（安全規則第10条第1項）（11）運転者に対する指導
及び監督に係る記録の作成・保存（安全規則第10条第1項）（12）運行
管理者に対する指導及び監督違反（指導監督不適切）（安全規則第22
条）（13）報告義務違反（法第60条第1項）

9 9



貨物 2020 3 11

桑名組運輸株式会社（法
人番号
1120001028837） 代
表者神田啓爲子

大阪府大阪市港区石田
3-2-29

第一営業所
大阪府大阪市港
区石田3-2-29

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和2年1月30日、死亡事故を引き起こしたことを端緒に監査を実施。3
件の違反が認められた。(1)点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下「安全規則」）第7条）、（2）点呼の記録事項義
務違反（安全規則第7条第5項）、（3）運転者に対する指導監督違反
（安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2020 3 11

藤喜運輸株式会社 （法
人番号
7180001079200） 代
表者高木喜由

愛知県瀬戸市窯町484-3 本社営業所
愛知県瀬戸市窯
町484-3

輸送施設の使用停止
（60日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下法）第17条
第1項第1号

令和元年8月2日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として監査実
施。11件の違反が認められた。(1)事業計画変更認可違反【車庫】（法
第9条第1項）、(2)乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、(3)健康状態の把握
義務違反（安全規則第3条第6項）、(4)点呼の実施義務違反（安全規則
第7条第1項及び第2項）、(5)点呼の記録記載不備（安全規則第7条第5
項）、(6)乗務等の記録記載不備（安全規則第8条）、(7)乗務等の記録
保存義務違反（安全規則第8条）、(8)運転者に対する指導監督違反（安
全規則第10条第1項）、(9)運転者に対する指導監督の記録違反（安全
規則第10条第1項）、(10)特定の運転者に対する指導監督違反（安全規
則第10条第2項）、(11)特定の運転者に対する適性診断受診義務違反
（安全規則第10条第2項）

6 6

貨物 2020 3 11
トウヨウ株式会社 （法
人番号8080401017966
） 代表者伊藤宏幸

静岡県浜松市東区豊町
2494番地の5

本社営業所
静岡県浜松市南
区飯田町字醴278
番地1

輸送施設の使用停止
（50日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下法）第9条
第1項及び第17条第
1項第1号

令和元年8月22日、監査方針に基づいて監査実施。8件の違反が認めら
れた。(1)事業計画変更認可違反【車庫】（法第9条第1項）、(2)乗務時
間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安
全規則」）第3条第4項）、(3)点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1
項及び第2項）、(4)点呼の記録義務違反（安全規則第7条第5項）、(5)
点呼の記録記載不備（安全規則第7条第5項）、(6)運行指示書の作成・
指示・携行義務違反（安全規則第9条の3第1項）、(7)運転者台帳の作
成義務違反（安全規則第9条の5第1項）、(8)運転者台帳の記載不備
（安全規則第9条の5第1項）

5 5

タクシー 2020 3 11

株式会社フラワー交通
(法人番号
5140001052947) 前川隆
一

兵庫県尼崎市南塚口町8
丁目45番10号

本社
兵庫県尼崎市南
塚口町8丁目45番
10号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年2月4日、労働局からの通報を端緒として監査を実施。2件の違
反が認められた。(1)点呼の記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則
(以下「運輸規則」第24条第5項)、(2)乗務員台帳の作成、備付け義務違
反(運輸規則第37条第1項)

0 0

タクシー 2020 3 11
第一交通有限会社（法人
番号5080102016808）
代表者田頭寛三

静岡県富士宮市宮町１
１番１３号

本社営業所
静岡県富士宮市
宮町１１番１３
号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年2月18日､重傷事故を引き起こしたことを端緒として監査実施｡3
件の違反が認められた｡(1)運転者に対する指導監督違反(旅客自動車運
送事業運輸規則第38条第1項)､(2)特定の運転者に対する指導監督違反
(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)､(3)特定の運転者に対する
適性診断受診義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)

0 0

貨物 2020 3 12
株式会社八島建設（法人
番号7360001013215 ）
代表者仲座長市

沖縄県石垣市浜崎町3丁
目10番地

本店営業所
沖縄県石垣市浜
崎町3丁目10番地

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和元年12月4日、公安委員会からの通報を端緒に監査実施。1件の違
反が認められた。（１）コンテナ落下防止措置未実施（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第5条）

2 2

貨物 2020 3 12
株式会社関山（法人番号
5140001040811） 代
表者関山典美

兵庫県加古川市志方町
志方町1258番地の2

本社営業所
兵庫県加古川市
志方町志方町
1258番地の2

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和元年10月3日、労働局からの通報を端緒に監査を実施。3件の違反
が認められた。（1）乗務時間等の告示の遵守違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）初任運転者
に対する適性診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）、（3）整備
管理者の研修受講義務違反（安全規則第15条）

3 3

貨物 2020 3 12
株式会社中組（法人番号
5290801002715） 代
表者田中数人

福岡県北九州市小倉北
区大字富野字隠岩1717-
1-5

本社営業所
福岡県北九州市
小倉北区大字富
野字隠岩1717-19

文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第4項

令和2年2月6日、監査実施。7件の違反が認められた。(1)運転者台帳の
記載事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規
則」)第9条の5第1項)､(2)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)､(3)点呼
の記録義務違反(安全規則第7条第5項)､(4)点呼の記録事項義務違反(安
全規則第7条第5項)､(5)乗務時間等の基準の遵守違反(安全規則第3条第4
項)､(6)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)､(7)運転者
に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1項)

0 0

貨物 2020 3 12
有限会社加成屋 （法人
番号5080002001505）
代表者杉山弘幸

静岡県静岡市葵区大岩3
丁目31番1号

本社営業所

静岡県静岡市葵
区大岩3丁目31番
1号（静岡市葵区
大岩3丁目774番
地の1、585番地
の1）

輸送施設の使用停止
（30日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下法）第17条
第1項第1号

令和元年9月10日、関係機関からの情報を端緒として監査実施。4件の
違反が認められた。(1)事業計画変更認可違反【睡眠・休憩施設】（法
第9条第1項）、(2)事業計画変更事後届出違反【営業所】（法第9条第3
項）、(3)乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、(4)定期点検整備の実施違反
（安全規則第3条の2）

3 3

タクシー 2020 3 12
富山交通株式会社（法人
番号8230001002072）
代表者土田英喜

富山県富山市双代町2-1
双代町営業
所

富山県富山市双
代町39-1-3

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和元年9月25日、監査実施。3件の違反が認められた。（1）点呼の実
施義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第24
条第1項）（2）点呼の記録義務違反（運輸規則第24条第5項）（3）運
転者に対する指導監督告示による運転者に対する指導監督義務違反
（運輸規則第38条第1項）

0 0

タクシー 2020 3 12

近江タクシー株式会社
（法人番号
4160001008626） 代
表者磯谷淳

滋賀県彦根市駅東町15
番1

湖東
滋賀県近江八幡
市上田町字一の
坪84番3

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年1月15日、法令違反の疑いがあることを端緒として監査を実
施。1件の違反が認められた。乗務等の記録義務違反(旅客自動車運送
事業運輸規則第25条第3項、第4項）

6 0

タクシー 2020 3 12

昭和自動車株式会社（法
人番号
9300001007204） 代
表者金子隆晴

佐賀県唐津市千代田町
2565-5

タクシー事
業部玄海営
業所

佐賀県東松浦郡
玄海町今村6768-
1

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年2月25日、監査実施。4件の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条）､
(2)点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条第5項）､(3)乗務等の記録
事項義務違反（運輸規則第25条）､(4)運転者に対する指導監督違反
（運輸規則第38条第1項）

0 0

貸切バス 2020 3 12

近江タクシー株式会社
（法人番号
4160001008626） 代
表者磯谷淳

滋賀県彦根市駅東町15
番1

湖東
滋賀県近江八幡
市上田町84-3

文書警告（処分日車
数40日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3.(6)
による）

道路運送法第27条第
3項

令和2年1月15日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。4件の違反
が認められた。（1）運送引受書の記載事項義務違反（旅客自動車運送
事業運輸規則（以下「運輸規則」）第7条の2第1項）、（2）点呼の実
施義務違反（運輸規則第24条第1項、第2項、第3項）、（3）乗務等の
記録事項義務違反（運輸規則第25条第1項、第2項、第4項）、（4）運
転者に対する指導監督義務違反（運輸規則第38条第1項）

4 4

貸切バス 2020 3 12
土屋佳男（TT観光自動
車）

愛知県名古屋市西区枇
杷島三丁目1-36-1

TT観光自動
車営業所

愛知県犬山市大
字犬山字甲塚46-
1

文書警告（処分日車
数50日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

道路運送法第27条第
3項（以下「法」）

令和元年12月10日、監査方針に基づいて監査実施。4件の違反が認めら
れた。(1)乗務員台帳の作成義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則
（以下「運輸規則」）第37条第1項）、(2)乗務員台帳の記載不備（運
輸規則第37条第1項）、(3)報告義務違反（法第94条第1項）、(4)運行
記録計による記録義務違反（運輸規則第26条第1項）

18 5

貨物 2020 3 13

山形郵便輸送株式会社
（法人番号
3390001010171） 代
表者嶋貫淳

山形県山形市若宮1丁目
5番7号

山形本社営
業所

山形県山形市若
宮1丁目5番7号

文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項、法第17
条第4項

令和2年2月21日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、2件の違
反が認められた。（1）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）運転者に
対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2020 3 13
東北乳運株式会社（法人
番号8380001006042）
代表者門馬泰史

福島県郡山市安積町日
出山1丁目5番地

山形営業所
山形県山形市流
通センター4丁目
6-4

文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項、法第17
条第4項

令和元年7月11日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、3件の
違反が認められた。（1）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）点呼の
記録事項義務違反（安全規則第7条第5項）、（3）運転者に対する指導
監督義務違反（安全規則第10条第1項）

2 0



貨物 2020 3 13
株式会社高村 （法人番
号8200001007256 ）
代表者横山秀

岐阜県各務原市那加新
田町2-84

本社営業所
岐阜県各務原市
那加新田町2-84

輸送施設の使用停止
（20日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和元年8月20日、監査方針に基づいて監査実施。6件の違反が認めら
れた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則（以下「安全規則」）第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反(安全規
則第7条第1項及び第2項)、(3)アルコール検知器常時有効保持義務違反
(安全規則第7条第4項)、(4)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5
項)、(5)乗務等の記録記載不備(安全規則第8条)、(6)運行管理規定の制
定事項不適切(安全規則第21条第1項)

2 2

タクシー 2020 3 13

株式会社国際興業大阪
(法人番号
5120001200004) 代表者
山本康夫

大阪府大阪市東淀川区
東淡路5丁目8-38 1階

淡路
大阪市東淀川区
東淡路5丁目8-38

文書警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法108条の34の規定に基づく通知件数（放置
駐車違反）が過去一年以内に3件に達した。運転者に対する指導監督義
務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

タクシー 2020 3 13

ヤマトタクシー株式会社
(法人番号
3120001019140) 代表者
坂東義雄

大阪府大阪市生野区巽
南5丁目2番26号

本社
大阪府大阪市生
野区巽南5丁目2
番26号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法108条の34の規定に基づく通知件数（放置
駐車違反）が過去一年以内に3件に達した。運転者に対する指導監督義
務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

貸切バス 2020 3 13

佐久平観光バス株式会社
（法人番号
1100001007933） 代
表者黒河秀美

長野県佐久市大字上平
尾698-5

本社営業所
長野県佐久市大
字上平尾698-5

輸送施設の使用停止
（190日車）

道路運送法（以下
「法」）第9条の2第
1項及び法第27条第
3項

令和元年8月30日、監査実施。6件の違反が認められた。（1）運賃料金
事前届出、運賃料金変更事前届出違反（法第9条の2第1項）（2）運送
引受書の交付義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規
則」）第7条の2第1項）（3）運行指示書の作成等義務違反（運輸規則
第28条の2第1項）（4）乗務員台帳の作成、備付け義務違反（運輸規則
第37条第1項）（5）運転者に対する指導監督告示による運転者に対す
る指導監督義務違反（運輸規則第38条第1項）

19 19

貨物 2020 3 16
有限会社山口運送（法人
番号8500002019550)
代表者山口慎一

愛媛県今治市波方町波
方甲1668-5

本社営業所
愛媛県今治市波
方町波方甲1668-
5

輸送施設の使用停止
（80日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項、第
4項

令和元年７月２３日及び同年８月１日、労働局からの通報を端緒とし
て監査を実施したところ、8件の違反が確認された。(1)運転者の過労防
止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間の
限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務して
いた者があったこと（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全
規則」）第3条第4項）、(2)運転者の過労防止に関する措置が不適切で
あり、運転者が一の運行における最初の勤務を開始してから最後の勤
務を終了するまでの時間が144時間を超えていた者がいたこと（安全規
則第3条第4項）、(3)運転者に対する点呼の実施結果の記録が確実にな
されていなかったこと（安全規則第7条第5項）、(4)運転者の乗務につ
いて定められた事項の記録が不適切であったこと（安全規則第8条）、
(5)運行記録計による記録が確実になされていなかったこと（安全規則
第9条）、(6)運行指示書を作成していなかったこと（安全規則第9条の
3第1項、第2項、第3項）、(7)運転者台帳の作成が確実になされていな
かったこと（安全規則第9条の5第1項）、(8)運転者台帳について定め
られた事項の記録が不適切であったこと（安全規則第9条の5第1項）

8 8

貨物 2020 3 16
有限会社嶋企画（法人番
号6160002012162）
代表者川嶋勝己

滋賀県草津市西渋川一
丁目14番37号

本社営業所
滋賀県東近江市
五個荘清水鼻町
123-1

輸送施設の使用停止
（70日車）

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項

令和元年7月19日、同年9月18日及び同年11月25日、前回行政処分の違
反項目の改善が見受けられなかったことを端緒に監査を実施。9件の違
反が認められた。（1）事業計画変更認可違反（自動車車庫の位置）
（法第9条第1項）、（2）乗務時間等の告示の遵守違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（3）健康状
態の把握義務違反（安全規則第3条第6項）、（4）点呼の実施義務違反
（安全規則第7条）、（5）点呼の記録事項義務違反（安全規則第7条第
5項）、（6）乗務等の記録事項義務違反（安全規則第8条）、（7）運
行記録計による記録義務違反（安全規則第9条）、（8）初任運転者及
び高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第10条第2
項）、（9）自動車に関する表示義務違反（道路運送法第95条、道路運
送法施行規則第65条）

7 7

貨物 2020 3 16
株式会社岡本産業（法人
番号4340001013814）
代表者岡本孝志

鹿児島県鹿屋市下高隈
町5454-11

本社営業所
鹿児島県鹿屋市
下高隈町5454-11

輸送施設の使用停止
処分（20日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

令和1年12月16日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)過積載運送
(貨物自動車運送事業法第17条第3項)

4 2

貨物 2020 3 16

株式会社名豊管理 （法
人番号
8180001073409） 代
表者石井政彦

愛知県豊田市駒場町中
山81番地1

名古屋営業
所

愛知県名古屋市
港区神宮寺1丁目
111番

輸送施設の使用停止
（15日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下法）第17条
第1項第2号

令和元年8月29日、監査方針に基づいて監査実施。6件の違反が認めら
れた。(1)事業計画変更事前届出違反（法第9条第3項）、(2)乗務時間等
の基準の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）、(3)定期点検整備の実施違反（安全規則第3条の
2）、(4)点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項及び第2項）、(5)乗
務等の記録記載不備（安全規則第8条）、(6)運行記録計による記録義務
違反（安全規則第9条）

6 2

貨物 2020 3 16
株式会社豪美 （法人番
号3180001111387）
代表者原豪志

愛知県春日井市弥生町
1470番地4

本社営業所
愛知県春日井市
弥生町字松本
1470番地4

輸送施設の使用停止
（110日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下法）第24条
の4

令和元年8月7日、8月8日、監査方針に基づいて監査実施。12件の違反
が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸
送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反
(安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)、(3)点呼の記録義務違反
(安全規則第7条第5項)、(4)点呼の記録記載不備(安全規則第7条第5
項)、(5)乗務等の記録記載不備(安全規則第8条)、(6)運行指示書の作成･
指示･携行義務違反(安全規則第9条の3第1項)、(7)運転者台帳の記載不
備(安全規則第9条の5第1項)、(8)運転者に対する指導監督違反(安全規
則第10条第1項)、(9)運転者に対する指導監督の記録違反(安全規則第10
条第1項)、(10)特定の運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第2
項)、(11)事故の報告義務違反(法第24条)、(12)社会保険等加入義務者
が社会保険等に未加入(法第24条の4)

11 11

貨物 2020 3 16

カトウ・デリバリー有限
会社 （法人番号
3080402020115） 代
表者加藤譲二

静岡県磐田市池田字中
ノ町840-1

本社営業所
静岡県磐田市池
田字中ノ町840-1

輸送施設の使用停止
（70日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下法）第17条
第1項第1号及び第４
項

令和元年9月5日、関係機関からの通知を端緒として監査実施。14件の
違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事
業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項)、(2)健康状態の把握
義務違反(安全規則第3条第6項)、(3)定期点検整備記録の未記載（安全
規則第３条の２）、(4)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項及び第
2項並びに第3項)、(5)点呼の記録記載不備(安全規則第7条第5項)、(6)
運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(7)運行指示書の作
成･指示･携行義務違反(安全規則第9条の3第1項)、(8)運転者台帳の作成
義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(9)運転者に対する指導監督違反
(安全規則第10条第1項)、(10)運転者に対する指導監督の記録違反(安全
規則第10条第1項)、(11)特定の運転者に対する指導監督違反(安全規則
第10条第2項)、(12)特定の運転者に対する適性診断受診義務違反(安全
規則第10条第2項)、(13)運行管理者に対する指導監督違反(安全規則第
22条)、(14)報告義務違反(法第60条第1項)

7 7

貨物 2020 3 16

三重高速運輸株式会社
（法人番号
6190001016351） 代
表者吉田明義

三重県四日市市大字六
呂見902-1

本社営業所
三重県四日市市
大字六呂見字白
子堀902-1

輸送施設の使用停止
（10日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和元年5月15日、6月11日、監査方針に基づいて監査実施。4件の違反
が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸
送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項)、(2)点呼の記録記載不備
(安全規則第7条第5項)、(3)乗務等の記録記載不備(安全規則第8条)、(4)
運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)

1 1



タクシー 2020 3 16

株式会社まりもハイヤー
（法人番号９４６０１０
１００１７７６） 代表
者佐藤淳一

北海道帯広市大通南１
７丁目１２番地

本社営業所
北海道帯広市大
通南１７丁目１
２番地

輸送施設の使用停止
（５０日車）及び文
書警告

道路運送法（以下
「法」）第１５条第
１項、法第２３条第
３項、法第２７条第
３項

令和元年１２月４日、長期未監査を端緒として監査を実施。１０件の
違反が認められた。（１）事業計画の変更認可義務違反（道路運送法
（以下「法」）第１５条第１項）、（２）運行管理者の解任届出義務
違反（法第２３条第３項）、（３）乗務時間等の基準の遵守義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第２１条第１
項）、（４）点呼の記録義務違反（運輸規則第２４条第５項）、
（５）事故の記録事項義務違反（運輸規則第２６条の２）、（６）乗
務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第３７条第１項）、（７）運
転者に対する指導監督義務違反（運輸規則第３８条第１項）、（８）
運転者に対する指導監督の記録事項義務違反（運輸規則第３８条第１
項）、（９）特定運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第
３８条第２項）、（１０）書類の適切管理義務違反（運輸規則第６９
条）

5 5

タクシー 2020 3 16

ワンコインドーム株式会
社(法人番号
5120001104816) 代表
者町野革

大阪府大阪市西区千代
崎3-7-2

本社
大阪府大阪市西
区千代崎3-7-2

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和元年12月20日、苦情を端緒として調査を実施。1件の違反が認めら
れた。一般準則(公平かつ懇切な取扱い)違反(旅客自動車運送事業運輸
規則第2条第2項)

1 0

タクシー 2020 3 16
一休観光株式会社(法人
番号2120001214675) 代
表者張洋

大阪府大阪市西成区北
津守3-8-8

本社
大阪府大阪市西
成区北津守3-8-8

輸送施設の使用停止
(50日車)

道路運送法第27条第
3項

令和元年12月4日、新規許可を端緒として監査を実施。5件の違反が認
められた。(1)疾病、疲労等のおそれのある乗務(旅客自動車運送事業運
輸規則(以下「運輸規則」)第21条第5項、(2)点呼の記録義務違反(運輸
規則第24条第5項)、(3)乗務等の記録義務違反(運輸規則第25条第3項、
第4項)、(4)乗務員台帳の作成、備付け義務違反(運輸規則第37条第1
項)、(5)運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)

5 5

タクシー 2020 3 16

八幡タクシー株式会社
（法人番号
3290801010728） 代
表者藤村美代子

福岡県北九州市八幡西
区皇后崎町9-4

永犬丸営業
所

福岡県北九州市
八幡西区下上津
役1-2-101

輸送施設の使用停止
処分（10日車）

道路運送法第27条第
3項

令和1年12月25日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対
する指導監督違反（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

15 1

タクシー 2020 3 16

祐徳自動車株式会社（法
人番号
6300001004996） 代
表者愛野時興

佐賀県鹿島市大字高津
原4078

福岡営業所
福岡県福岡市東
区原田4-24-51

輸送施設の使用停止
（10日車）､文書警告

道路運送法第27条第
3項

令和1年10月30日、監査実施。9件の違反が認められた。(1)苦情処理の
記録の記載事項不備違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸
規則」）第3条第2項）､(2)点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条
第5項）､(3)事故の記録事項不備違反(運輸規則第26条の2）､(4)乗務員
台帳の作成義務違反（運輸規則第37条第1項）､(5)乗務員台帳の記載事
項義務違反（運輸規則第37条第1項）､(6)運転者に対する指導監督違反
（運輸規則第38条第1項）､(7)運転者に対する指導監督の記録又は指導
監督の記録保存違反（運輸規則第38条第1項）､(8)特定運転者に対する
特別な指導監督違反（運輸規則第38条第2項）､(9)特定運転者に対する
適性診断受診義務違反（運輸規則第38条第2項）

1 1

タクシー 2020 3 16
高浜交通株式会社（法人
番号4210001014107）
代表者山本清行

福井県大飯郡高浜町宮
崎86番地14号5号

本社営業所
福井県大飯郡高
浜町宮崎86番地
14号5号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和元年10月3日､重傷事故を引き起こしたことを端緒として監査実施｡
1件の違反が認められた｡特定の運転者に対する指導監督違反(旅客自動
車運送事業運輸規則第38条第2項)

1 0

乗合バス 2020 3 16

十勝バス株式会社（法人
番号４４６０１０１００
１１４５） 代表者野村
文吾

北海道帯広市西２３条
北１丁目１番地１号

帯広営業所
北海道帯広市西
２３条北１丁目
１番地１号

輸送施設の使用停止
（５０日車）及び文
書警告

道道路運送法第２７
条第３項

令和元年１２月３日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を
端緒として監査を実施。７件の違反が認められた。（１）疾病、疲労
等のおそれのある乗務の違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下
「運輸規則」）第２１条第５項）、（２）点呼の記録義務違反（運輸
規則第２４条第５項）、（３）運転基準図の記載事項義務違反（運輸
規則第２７条第１項）、（４）乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸
規則第３７条第１項）、（５）運転者に対する指導監督義務違反（運
輸規則第３８条第１項）、（６）運転者に対する指導監督の記録義務
違反（運輸規則第３８条第１項）、（７）特定運転者に対する適性診
断受診義務違反（運輸規則第３８条第２項）

5 5
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奥出屋運送株式会社（法
人番号
8260001019618） 代
表者奥村哲美

岡山県久米郡美咲町打
穴中1030－1

本社営業所
岡山県久米郡美
咲町打穴中1030
－1

輸送施設の使用停止
（140日車）及び文書
警告

道路運送法（以下
「法」）第9条の2第
1項及び法第27条第
3項

令和元年8月27日及び同年11月13日、情報提供を端緒として監査実施。
10件の違反が認められた。(1)運賃料金事前届出・運賃料金変更事前届
出違反（法第9条の2第1項）、(2)運送引受書の記載事項義務違反（旅
客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第7条の2第1項）、
(3)疾病、疲労等のおそれのある乗務禁止違反（運輸規則第21条第5
項）、(4)点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条第5項）、(5)乗務
等の記録事項義務違反（運輸規則第25条第2項）、(6)運行指示書記載
事項義務違反（運輸規則第28条の2第1項）、(7)乗務員台帳の記載事項
義務違反（運輸規則第37条第1項）、(8)特定の運転者に対する特別な
指導義務違反（運輸規則第38条第2項）、(9)特定の運転者に対する適
齢診断受診義務違反（運輸規則第38条第2項）、(10)運行管理補助者の
選任届出義務違反（運輸規則第68条）

14 14
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有限会社 大城物流（法
人番号
2021002071050） 代
表者菱沼 良夫

神奈川県三浦市三崎５
丁目２４５－７

本社
神奈川県三浦市
三崎５丁目２４
５－７

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがあることを端緒として、令和元年8月9日及び同年8月
29日、監査を実施。11件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の
遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）疾病
のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6
項）、（3）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第7条）、（4）乗務等の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第8条第1項）、（5）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第8条第1項）、（6）運行記録計による記録義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（7）運転者に対する指
導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（8）
初任運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第10条第2項）、（9）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（10）定期点検整備の
実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条）、（11）整備管
理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第15条）

6 6
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有限会社 印南建材（法
人番号
8060002023473） 代
表者印南 力男

栃木県那須塩原市箕輪
１９９－２７

本社
栃木県那須塩原
市箕輪１９９－
２７

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和元年5月29日、監査
を実施。10件の違反が認められた。（1）疾病のおそれのある乗務（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（2）点呼の実施義務違
反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（3）乗務等の記録
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（4）乗務
等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1
項）、（5）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第9条）、（6）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（7）初任運転者に対する指導
監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（8）初
任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第2項）、（9）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第23条第1項）、（10）事業計画事前届出違
反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）

6 6
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有限会社 テクノアシス
ト（法人番号
2060002009016） 代
表者木村 正美

栃木県宇都宮市江曽島
３－２５７８－１

宇都宮
栃木県宇都宮市
野沢町１５２－
１

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和元年7月30日及び同
年8月21日、監査を実施。9件の違反が認められた。（1）乗務時間等告
示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）
疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6
項）、（3）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第7条）、（4）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第1項）、（5）運行管理者の講習受講義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項）、（6）事業計画の変更
認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、（7）自動車に関する
表示義務違反（道路運送法第95条）、（8）報告義務違反（貨物自動車
運送事業報告規則第2条）、（9）運賃及び料金の未届出（貨物自動車
運送事業報告規則第2条の2）、

6 6
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有限会社 坂巻商事（法
人番号
1030002090201） 代
表者坂巻 淳一

埼玉県吉川市南広島９
８０－２

本社
埼玉県吉川市南
広島９８０－２

輸送施設の使用停止
（270日車）、輸送の
安全確保命令

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第13条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、平成31年1月10日、同年
1月16日及び同年1月31日、監査を実施。13件の違反が認められた。
（1）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3
条第6項）、（2）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第7条）、（3）乗務等の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第8条第1項）、（4）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（5）運行記録計による記録義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（6）運転者に対
する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、
（7）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第2項）、（8）定期点検整備の実施違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第13条）、（9）無車検運行（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第13条、道路運送車両法第58条第1項）、（10）運
行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第23
条第1項）、（11）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第
9条第1項）、（12）事業の健全な発達を阻害する競争のうち社会保険
等に未加入のもの（貨物自動車運送事業法第25条第2項）、（13）報告
義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）

27 27
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有限会社 ワコーライン
（法人番号
4020002022920） 代
表者宗海 春代

神奈川県横浜市港北区
新吉田町５７１９番地

本社
神奈川県横浜市
旭区上川井町１
２２４

輸送施設の使用停止
（90日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和元年12月16日、監
査を実施。7件の違反が認められた。（1）運転者に対する指導監督違
反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（2）初任運
転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条
第2項）、（3）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（4）整備管理者の選任（変
更）未届出違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条、道路運送
車両法第52条）、（5）運行管理者の解任未届出違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第19条）、（6）事業計画の変更認可違反（貨物自動
車運送事業法第9条第1項）、（7）事業計画事後届出違反（貨物自動車
運送事業法第9条第3項）

9 9
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株式会社 ヤマト（法人
番号5030001018281）
代表者吉田 孝幸

埼玉県さいたま市岩槻
区大字南辻２５－２

本社
埼玉県さいたま
市岩槻区大字南
辻２５－２

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

過積載運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年
2月3日、監査を実施。1件の違反が認められた。（1）過積載運送（貨
物自動車運送事業法第17条第3項）

3 3
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岡山西部運輸株式会社
（法人番号
4260001001083） 代
表者重友利文

岡山県岡山市東区政津
343-3

兵庫営業所
兵庫県たつの市
龍野町大道字別
荘40-1

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第4項

令和元年10月25日及び同年10月30日、公安委員会からの通報を端緒に
監査を実施。5件の違反が認められた。（1）事業計画変更事前届出違
反（各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数違反）（法第9条
第3項）、（2）乗務時間等の告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（3）点呼の実施義務
違反（安全規則第7条）、（4）運転者に対する指導監督違反（安全規
則第10条第1項）、（5）整備管理者の研修受講義務違反（安全規則第
15条）

8 4
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株式会社エーアールエム
（法人番号
2120101045616） 代
表者田中信広

大阪府泉南郡熊取町小
垣内2丁目50番地13

本社営業所
大阪府泉南郡熊
取町小垣内2丁目
50番地13

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第4項

令和元年10月8日、死亡事故を引き起こしたことを端緒に監査を実施。
6件の違反が認められた。（1）事業計画変更事後届出違反（営業所又
は荷扱所の名称、位置）（法第9条第3項）、（2）乗務時間等の告示の
遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3
条第4項）、（3）点呼の実施義務違反（安全規則第7条）、（4）乗務
等の記録事項義務違反（安全規則第8条）、（5）運転者台帳の記載事
項義務違反（安全規則第9条の5第1項）、（6）初任運転者に対する適
性診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）

3 3
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株式会社近畿オーディオ
流通サービス（法人番号
3122001017330） 代
表者柿原真

大阪府四條畷市雁屋西
町2番2号

本社営業所
大阪府四條畷市
雁屋西町2番2号

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(放
置行為)が過去1年以内に3件に達した。（1）運転者の指導監督義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0
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合同会社ＦＲＥＥＤＯＭ
ＥＸＰＲＥＳＳ（法人番
号7120103002156）
代表者森本浩史

大阪府堺市中区田園387
番地9

南大阪営業
所

大阪府堺市中区
深阪1丁6-39-A-
101

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(放
置行為)が過去1年以内に3件に達した。（1）運転者の指導監督義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0
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株式会社美翔物流（法人
番号2120901017285）
代表者竹谷聡太

大阪府摂津市鳥飼新町2
丁目26番4号

本社営業所
大阪府摂津市鳥
飼新町2-26-4

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(放
置行為)が過去1年以内に3件に達した。（1）運転者の指導監督義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0
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アートコーポレーション
株式会社（法人番号
8122001015081） 代
表者寺田政登

大阪府大阪市中央区城
見1丁目2番27号

大阪中央営
業所

大阪府大阪市都
島区網島町8番16
号

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(放
置行為)が過去1年以内に3件に達した。（1）運転者の指導監督義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0
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アートコーポレーション
株式会社（法人番号
8122001015081） 代
表者寺田政登

大阪府大阪市中央区城
見1丁目2番27号

大阪支店営
業所

大阪府大阪市西
淀川区佃4丁目6
番23

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(放
置行為)が過去1年以内に3件に達した。（1）運転者の指導監督義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0
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アートコーポレーション
株式会社（法人番号
8122001015081） 代
表者寺田政登

大阪府大阪市中央区城
見1丁目2番27号

堺支店営業
所

大阪府堺市北区
長曽根町1206-1

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(放
置行為)が過去1年以内に3件に達した。（1）運転者の指導監督義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0
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ライト運輸株式会社（法
人番号
5290001041290） 代
表者岸本征春

福岡県太宰府市大字北
谷949-1

本社営業所

福岡県太宰府市
大字北谷字地獄
谷1363-8､949-1､
4

輸送施設の使用停止
（10日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項、法第17条
第4項

令和1年10月23日、監査実施。6件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項)､(2)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)､
(3)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)､(4)事故の記録事項義務
違反(安全規則第9条の2)､(5)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則
第9条の5第1項)､(6)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1
項)

1 1

タクシー 2020 3 17

トーショー交通株式会社
（法人番号
8012701009336）代表
者福西勇二

東京都小平市天神町3-
10-3

本社営業所
東京都東久留米
市柳窪1-9

輸送施設の使用停止
（60日車）

道路運送車両法第58
条第1項

令和元年10月16日、無車検運行があった旨の情報を端緒として監査を
実施。1件の違反が認められた。(1)無車検運行(道路運送車両法第58条
第1項)

6 6



タクシー 2020 3 17

帝都自動車交通株式会社
（法人番号
2010601038948）代表
者樋田雅男

東京都中央区日本橋1-
21-5 4F

墨田営業所
東京都墨田区押
上2-13-5

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第24条第5
項

令和2年1月17日及び令和2年1月29日、救護義務違反があった旨公安委
員会からの通知を端緒として監査を実施。1件の違反が認められた。(1)
点呼の記録事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)

0 0

タクシー 2020 3 17

ひまわりタクシー有限会
社（法人番号
7290002043986） 代
表者村岡隆裕

福岡県朝倉市杷木池田
774-1

本社営業所
福岡県朝倉市杷
木池田774-1

輸送施設の使用停止
（20日車）､文書警告

道路運送法第27条第
3項､道路運送車両法
（以下「法」）第48
条､法第49条

令和1年9月13日、監査実施。11件の違反が認められた。(1)乗務員台帳
の作成義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）
第37条第1項）､(2)乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条第
1項）､(3)点呼の実施義務違反（運輸規則第24条）､(4)点呼の記録事項
義務違反（運輸規則第24条第5項）､(5)乗務等の記録事項義務違反（運
輸規則第25条）､(6)運転者に対する指導監督違反（運輸規則第38条第1
項）､(7)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反
（運輸規則第38条第1項）､(8)運転者に対する指導監督の記載事項義務
違反（運輸規則第38条第1項）､(9)特定運転者に対する特別な指導監督
違反（運輸規則第38条第2項）､(10)定期点検整備の実施違反（運輸規
則第45条、道路運送車両法（以下「法」）第48条）､(11)点検整備記録
簿の記録義務違反(運輸規則第45条、法第49条)

2 2

タクシー 2020 3 17

都タクシー株式会社（法
人番号
2180001041197） 代
表者澤井利之

愛知県名古屋市中区新
栄３丁目35番地16号

本社営業所
愛知県名古屋市
中区新栄3丁目35
番地16号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和元年11月8日及び令和元年12月5日､監査方針に基づいて監査実施｡1
件の違反が認められた｡一般準則違反(旅客自動車運送事業運輸規則第2
条第2項)

0 0

タクシー 2020 3 17
株式会社第一通商（法人
番号5080401014388）
代表者齊藤隆夫

静岡県掛川市大池８１
２番地の１

本社営業所
静岡県掛川市大
池８１５番地

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年1月23日､監査方針に基づいて監査実施｡10件の違反が認められ
た｡(1)健康状態の把握義務違反(運輸規則第21条第5項)､(2)点呼の記録
記載不備(運輸規則第24条第5項)､(3)乗務等の記録記載不備(運輸規則第
25条第3項)､(4)事故の記録記載不備(運輸規則第26条の2)､(5)乗務員台
帳の作成義務違反(運輸規則第37条第1項)､(6)乗務員台帳の記載不備(運
輸規則第37条第1項)､(7)運転者に対する指導監督違反(旅客自動車運送
事業運輸規則第38条第1項)､(8)運転者に対する指導監督の記録違反(運
輸規則第38条第1項)､(9)特定の運転者に対する指導監督違反(旅客自動
車運送事業運輸規則第38条第2項)､(10)特定の運転者に対する適性診断
受診義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)

0 0

乗合バス 2020 3 17
相鉄バス株式会社（法人
番号4020001038546）
代表者菅谷雅夫

神奈川県横浜市西区北
幸2-9-14

旭営業所
神奈川県横浜市
旭区下川井町393

輸送施設の使用停止
（10日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第1
項

令和元年11月1日及び令和元年11月19日、法令違反の疑いがあることを
端緒に監査を実施。1件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守
違反(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項)

1 1

乗合バス 2020 3 17

西東京バス株式会社（法
人番号
1010101003032） 代
表者井上晋一

東京都八王子市明神町
3-1-7

楢原営業所
東京都八王子市
楢原町591-1

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和元年12月5日及び令和元年12月19日、死亡事故があった旨公安委員
会より通知があったことを端緒に監査を実施。1件の違反が認められ
た。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則
第38条第1項)

1 0

乗合バス 2020 3 17
立川バス株式会社（法人
番号4012801000850）
代表者菅澤一郎

東京都立川市高松町2-
27-27

福生営業所
東京都福生市志
茂151

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和元年12月25日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。1
件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動
車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

貸切バス 2020 3 17
華洋株式会社（法人番号
7030001040993） 代
表者王聡新

埼玉県草加市瀬崎5-27-
34

足立営業所
東京都足立区花
畑7-6-8

輸送施設の使用停止
（370日車）

道路運送法第9条の2
第1項

令和元年7月18日及び令和元年8月22日、新規許可を受けたことを端緒
に監査を実施。13件の違反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違
反(道路運送法(以下｢運送法｣)第9条の2第1項)､(2)事業計画の変更認可
違反(運送法第15条第1項)､(3)軽微事項に係る事業計画の事後変更届出
違反(運送法第15条第4項)､(4)営業区域外旅客運送(運送法第20条)､(5)
疾病のおそれのある乗務(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規
則｣)第21条第5項)､(6)点呼の実施等義務違反(運輸規則第24条)､(7)運行
記録計による記録義務違反(運輸規則第26条第1項)､(8)運転者に対する
指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)､(9)初任運転者に対する特
別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､(10)初任運転者に対する適性
診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)､(11)点検整備関係義務違反
(運輸規則第45条第1号)､(12)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則
第46条)､(13)運行管理者に対する講習受講義務違反(運輸規則第48条の
4第1項)

37 37

貸切バス 2020 3 17
株式会社毎日観光（法人
番号9021001020480）
代表者田口たみ子

神奈川県厚木市幸町10-
15

本社営業所
神奈川県厚木市
幸町10-15

輸送施設の使用停止
（60日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和元年10月21日及び令和元年10月31日、定期的な監査を実施。6件
の違反が認められた。(1)乗務等の記録の記録事項不備(旅客自動車運送
事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第25条第2項)､(2)運行指示書の記載事項
不備(運輸規則第28条の2第1項)､(3)運転者に対する指導監督等義務違反
(運輸規則第38条第1項)､(4)運行管理者に対する指導監督義務違反(運輸
規則第48条の3)､(5)運行管理者に対する講習受講義務違反(運輸規則第
48条の4第1項)､(6)報告義務違反(道路運送法第94条第1項)

37 6

貸切バス 2020 3 17

有限会社わかしお交通
（法人番号
4040002101342） 代
表者鈴木隆

千葉県鴨川市東227-1 本社営業所
千葉県鴨川市東
227-1

輸送施設の使用停止
（120日車）

道路運送法第9条の2
第1項

令和元年7月11日、定期的な監査を実施。5件の違反が認められた。(1)
運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2第1項)､(2)乗務時間等
告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第21条
第1項)､(3)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)､(4)運転者
に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(5)初任運転者に対
する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)

12 12

貸切バス 2020 3 17
有限会社三礼（法人番号
7012802010326） 代
表者本間芳正

東京都東大和市蔵敷3－
863－8

本社営業所
東京都東大和市
蔵敷3－863－8

事業停止（30日間）
及び輸送施設の使用
停止（200日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第45条第1
号

平成31年4月10日及び平成31年4月22日、定期的な監査を実施。11件の
違反が認められた。(1)事業計画の事前変更届出違反(道路運送法(以下｢
運送法｣)第15条第3項)､(2)営業区域外旅客運送(運送法第20条)､(3)運行
管理者の選任届出違反(運送法第23条第3項)､(4)疾病のおそれのある乗
務(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第21条第5項)､(5)運
行指示書の記載事項不備(運輸規則第28条の2第1項)､(6)運転者に対する
指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)､(7)初任･高齢運転者に対す
る特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､(8)初任･高齢運転者に対
する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)､(9)点検整備関係義
務違反(運輸規則第45条第1号)､(10)整備管理者選任(解任)の未届出(道
路運送車両法第52条)､(11)運行管理者に対する講習受講義務違反(運輸
規則第48条の4第1項)

50 50

貸切バス 2020 3 17
金成商事株式会社（法人
番号4011801006981）
代表者千葉忠雄

東京都足立区一ツ家3-
26-11

本社営業所
東京都足立区一
ツ家3-26-11

事業停止（30日間）
及び輸送施設の使用
停止（60日車）

道路運送法第33条第
2項

令和元年6月19日及び令和元年7月10日、定期的な監査を実施。3件の違
反が認められた。(1)事業の貸渡し(道路運送法(以下｢運送法｣)第33条第
2項)､(2)虚偽の報告(運送法第94条第1項)､(3)法人の役員､社員又は定
款､寄付行為の変更届出(道路運送法施行規則第66条第1項第8号)

36 36

貸切バス 2020 3 17

ニュー東和観光有限会社
（法人番号
5013102006545） 代
表者関塚勝夫

東京都青梅市新町2-16-
3

本社営業所
東京都青梅市新
町2-16-3

文書警告（処分日車
数30日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第1
項

令和元年10月7日、定期的な監査を実施。2件の違反が認められた。(1)
乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規
則｣)第21条第1項)､(2)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38
条第1項)

7 3



貸切バス 2020 3 17

株式会社サンシャイン貿
易（法人番号
9011801019780） 代
表者神林叡子

東京都足立区神明南1-
1-1

本社営業所
東京都足立区六
木3-3-1

輸送施設の使用停止
（140日車）

道路運送法第9条の2
第1項

令和元年8月26日及び令和元年9月12日、定期的な監査を実施。5件の違
反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2第
1項)､(2)乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下
｢運輸規則｣)第21条第1項)､(3)疾病のおそれのある乗務(運輸規則第21条
第5項)､(4)点呼の実施義務違反(運輸規則第24条)､(5)運転者に対する指
導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)

16 14

貸切バス 2020 3 17
有限会社ワダバン（法人
番号7020002087630）
代表者和田明

神奈川県南足柄市怒田
2801-5

本社営業所
神奈川県南足柄
市怒田2801-5

輸送施設の使用停止
（55日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第1
項

令和元年10月8日、定期的な監査を実施。4件の違反が認められた。(1)
乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規
則｣)第21条第1項)､(2)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)､
(3)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(4)点検整
備関係義務違反(運輸規則第45条第1号)

16 6

タクシー 2020 3 18

株式会社ＷＯＲＬＤ Ｌ
ＩＮＥ（法人番号
9180301031494） 代
表者稲垣健三

愛知県豊川市三蔵子町
大道32

千葉営業所

千葉県成田市新
田301-8 ブライ
ントンハイム棟
201号

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第24条

令和元年11月20日及び令和元年11月29日、新規許可を受けたことを端
緒として監査を実施。3件の違反が認められた。(1)点呼の実施等義務違
反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第24条)､(2)乗務記録
の記録事項の不備(運輸規則第25条)､(3)新任運転者に対する指導監督義
務違反(運輸規則第36条第2項)

0 0

タクシー 2020 3 18
株式会社ＧＴ(法人番号
6122001024613) 代表
者中村一人

大阪府東大阪市長田東4
丁目5-30

本社
東大阪市長田2丁
目12-13

文書警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法108条の34の規定に基づく通知件数（放置
駐車違反）が過去一年以内に3件に達した。運転者に対する指導監督義
務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

5 0

タクシー 2020 3 18
株式会社ＧＴ(法人番号
6122001024613) 代表
者中村一人

大阪府東大阪市長田東4
丁目5-30

吹田駅前
大阪府吹田市穂
波町12-5

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和元年12月19日、公安委員会からの通報を端緒として監査を実施。1
件の違反が認められた。運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車
運送事業運輸規則第38条第1項)

5 0

タクシー 2020 3 18

大丸タクシー株式会社
(法人番号
1120001132052) 代表者
秋山泰男

大阪府大阪市住之江区
北加賀屋5丁目5番62号

本社
大阪府大阪市住
之江区北加賀屋5
丁目5番62号

輸送施設の使用停止
(10日車)

道路運送法第27条第
3項

令和2年1月17日、公安委員会からの通報を端緒として監査を実施。1件
の違反が認められた。運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運
送事業運輸規則第38条第1項)

1 1

貸切バス 2020 3 18

株式会社 伊賀交通
（法人番号
5190001008507） 代
表者中元実

三重県伊賀市西明寺
2807-1

本社営業所
三重県伊賀市西
明寺２８０７－
１

輸送施設の使用停止
（80日車）

道路運送法第27条第
3項

令和元年12月20日、監査方針に基づいて監査実施。3件の違反が認めら
れた。(1)点呼の実施義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運
輸規則」)第２４条第１項及び第２項並びに第３項）、(2)点呼の記録記
載不備（運輸規則第２４条第５項）、(3)運行記録計による記録義務違
反（運輸規則第２６条第１項）

21 8

貨物 2020 3 19

シモハナ物流株式会社
（法人番号
1240001036407） 代
表者下花実

広島県安芸郡坂町横浜
中央1丁目6-30

尾道第1営
業所

広島県尾道市西
藤町長黒291-1

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和2年2月6日及び令和2年2月28日、死亡事故を端緒として監査実施。
1件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督の記録事項義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2020 3 19

岸本商事陸送株式会社
（法人番号
9260001008248 ） 代
表者岸本千代子

岡山県岡山市中区湊
880-280

本社営業所
岡山県岡山市中
区湊880-280

輸送施設の使用停止
（160日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項第1号、
第2号及び法第17条
第4項

令和元年6月26日及び同年8月8日、情報提供を端緒として監査実施。8
件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）（2）事業用
自動車の定期点検整備義務違反（安全規則第3条の2）（3）点呼の実施
義務違反（安全規則第7条第1項、第2項及び第3項）（4）点呼の記録義
務違反（安全規則第7条第5項）（5）乗務等の記録義務違反（安全規則
第8条第1項）（6）乗務等の記録事項義務違反（安全規則第8条第1項）
（7）運転者台帳記載事項義務違反（安全規則第9条の5第1項）（8）運
転者に対する指導監督の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第1項）

16 16

貨物 2020 3 19
有限会社平井運輸（法人
番号4130002033816）
代表者平井義章

京都府京丹後市網野町
字網野1505-5

本店営業所
京都府京丹後市
網野町字掛津小
字椿原31

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項

令和元年9月13日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。7件の
違反が認められた。（1）乗務時間等の告示の遵守違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）点呼の
記録事項義務違反（安全規則第7条第5項）、（3）乗務等の記録事項義
務違反（安全規則第8条）、（4）運行記録計による記録保存義務違反
（安全規則第9条）、（5）運転者に対する指導監督違反（安全規則第
10条第1項）、（6）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（安全
規則第10条第2項）、（7）運行管理者の選任の未届出違反（安全規則
第19条）

3 3

貨物 2020 3 19
株式会社フクヤマ（法人
番号5120001134243）
代表者福山晶夫

大阪府大阪市港区夕凪1
丁目11番3号

本社営業所
大阪府大阪市港
区夕凪1丁目11番
3号

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和2年1月21日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。4件の違反
が認められた。(1)点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則（以下「安全規則」）第7条）、（2）乗務等の記録事項義務違反
（安全規則第8条）、（3）整備管理者の選任の未届出違反（道路運送
車両法（以下「車両法」）第52条）、（4）定期点検整備の実施違反
（3ヶ月点検）（安全規則第13条、車両法第48条）

0 0

貨物 2020 3 19
株式会社藤元産業（法人
番号4122001014616）
代表者藤元茂樹

大阪府東大阪市池島町
1-5-28

本社営業所
大阪府東大阪市
池島町1-5-28

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第1項

令和2年1月22日、死亡事故を引き起こしたことを端緒に監査を実施。2
件の違反が認められた。(1)乗務時間等の告示の遵守違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）点呼
の実施義務違反（安全規則第7条）

0 0

貨物 2020 3 19

株式会社レッカーズ（法
人番号
2330001019285） 代
表者中西恵美

熊本県熊本市東区小山
4-8-140

本社営業所
熊本県熊本市北
区清水新地1-1-
32

輸送施設の使用停止
（120日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第8
条第1項、法第11
条、法第17条第1
項、法第17条第4項､
法第60条第1項､道路
運送法第95条､道路
運送車両法第48条

令和1年11月18日、監査実施。15件の違反が認められた。(1)～(3)事業
計画(営業所・休憩睡眠施設・主たる事務所)に定めるところに従う義務
違反(貨物自動車運送事業法（以下「法」）第8条第1項)､(4)運送約款の
掲示違反(法第11条)､(5)疾病、疲労等のおそれのある乗務(貨物自動車
運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第6項)､(6)点呼の実施
義務違反(安全規則第7条)､(7)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5
項)､(8)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)､(9)運転者台帳
の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)､(10)運転者に対する指導
監督違反(安全規則第10条第1項)､(11)運転者に対する指導監督の記録又
は指導監督の記録保存違反(安全規則第10条第1項)､(12)運転者に対する
指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1項)､(13)定期点検整備
の実施違反(安全規則第13条、道路運送車両法第48条)､(14)報告義務違
反(法第60条第1項)､(15)自動車に関する表示義務違反（道路運送法第
95条）

12 12

貨物 2020 3 19
ＦＵＬ株式会社 （法人
番号8180301022123 ）
代表者古川義則

愛知県岡崎市青木町6番
地6

本店営業部
愛知県東海市富
木島町伏見2丁目
16-2

輸送施設の使用停止
（90日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項第1号

令和元年9月2日、監査方針に基づいて監査実施。11件の違反が認めら
れた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則（以下「安全規則」）第3条第4項)、(2)健康状態の把握義務違反(安
全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項及び
第2項)、(4)点呼の記録記載不備(安全規則第7条第5項)、(5)乗務等の記
録記載不備(安全規則第8条)、(6)運転者台帳の記載不備(安全規則第9条
の5第1項)、(7)特定の運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第2
項)、(8)特定の運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条
第2項)、(9)運行管理者の選任(解任)届出違反(安全規則第19条)、(10)報
告義務違反(法第60条第1項)、(11)車体表示義務違反(道路運送法第95
条)

9 9

貨物 2020 3 19

サンセキ運輸株式会社
（法人番号
4210001001377） 代
表者西端孝治

福井県福井市寺前町9-
71-1

本社営業所
福井県福井市寺
前町9字71

輸送施設の使用停止
処分（80日車）

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項第2号

令和元年9月27日及び10月4日、監査方針に基づいて監査実施。3件の違
反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項)、(2)無車検運行(安全
規則第3条の2)、(3)過積載運行(法第17条第3項)

8 8



貨物 2020 3 19

有限会社富屋物流 （法
人番号
6190002002292） 代
表者青木富雄

三重県津市河芸町東千
里57-1

本社営業所
三重県津市河芸
町東千里57-1

輸送施設の使用停止
（90日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下法）第9条
第1項及び第17条第
1項第1号

令和元年8月2日及び8月22日、関係機関からの情報を端緒として監査実
施。10件の違反が認められた。(1)事業計画変更認可違反【車庫】（法
第9条第1項）、(2)事業計画変更事前届出違反（法第9条第3項）、(3)乗
務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下
「安全規則」）第3条第4項)、(4)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第
1項及び第2項)、(5)点呼の記録記載不備(安全規則第7条第5項)、(6)乗
務等の記録記載不備(安全規則第8条)、(7)運転者台帳の記載不備(安全
規則第9条の5第1項)、(8)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23
条第1項)、(9)運行管理者補助者の要件違反(安全規則第18条第3項)、
(10)報告義務違反(法第60条第1項)

9 9

貨物 2020 3 19
株式会社信成 （法人番
号2180001046634）
代表者成瀬茂喜

愛知県名古屋市港区十
一屋2丁目21番地

本社営業所
愛知県名古屋市
港区十一屋2丁目
21番

輸送施設の使用停止
（50日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和元年9月4日、監査方針に基づいて監査実施。7件の違反が認められ
た。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則
（以下「安全規則」）第3条第4項)、(2)定期点検整備の実施違反(安全
規則第3条の2) 、(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項及び第2
項並びに第3項)、(4)点呼の記録記載不備(安全規則第7条第5項)、(5)特
定の運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(6)特定の運
転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(7)運行管
理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項)

5 5

タクシー 2020 3 19

大津第一交通株式会社
（法人番号
9160001000537） 代
表者北浦歳彦

滋賀県大津市柳ヶ崎5番
地8号

石山
滋賀県大津市粟
津町225番地8号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年2月5日、長期未実施を端緒として監査を実施。4件の違反が認
められた。(1)疾病、疲労等のおそれのある乗務（旅客自動車運送事業
運輸規則（以下「運輸規則」）第21条第5項)、(2)点呼の記録義務違反
(運輸規則第24条第5項)、(3)乗務等の記録義務違反(運輸規則第25条第3
項、第4項)、(4)乗務員台帳の作成、備付け義務違反(運輸規則第37条第
1項)

0 0

貸切バス 2020 3 19

株式会社ケー・オー・
ケー・ケー（法人番号
3110001013342） 代
表者小柳肇

新潟県新発田市大栄町
6-6-4

下越営業所
新潟県胎内市長
橋125-1

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年2月20日、監査実施。1件の違反が認められた。（1）運行管理
補助者の選任解任届出違反（旅客自動車運送事業運輸規則第68条）

0 0

貸切バス 2020 3 19

大阪卑弥呼観光株式会社
(法人番号
7120101052608) 代表
者山下正志

大阪府南河内郡河南町
大字一須賀769番地の4

本社営業所
大阪府南河内郡
河南町大字一須
賀771番地1号

輸送施設の使用停止
(300日車)

道路運送法(以下
「法」)第27条第3項

令和元年7月22日、同年8月19日、同年9月17日及び同年9月25日、法令
違反の疑いを端緒として監査を実施。13件の違反が認められた。(1)運
賃料金変更事前届出違反(法第9条の2第1項)、(2)運賃料金掲示義務違反
(法第12条第1項)、(3)営業区域外旅客運送(法第20条)、(4)安全統括管
理者の選任解任届出違反(法第22条の2第5項)、(5)乗務時間等の基準の
遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第21条第
1項)、(6)健康状態の把握義務違反(運輸規則第21条第5項)、(7)点呼の
実施義務違反(運輸規則第24条第1項、第2項、第3項)、(8)点呼の記録義
務違反(運輸規則第第24条第5項)、(9)点呼の記録事項義務違反(運輸規
則第24条第5項)、(10)乗務等の記録事項義務違反(運輸規則第25条第1
項、第2項、第4項)、(11)乗務員台帳の記載事項義務違反(運輸規則第37
条第1項)、(12)運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条
第2項)、(13)自動車に関する表示義務違反(法第95条)

30 30

貸切バス 2020 3 21

千葉急行観光株式会社
（法人番号
8040001045495） 代
表者

千葉県成田市西三里塚
1-1448

本社営業所

千葉県成田市西
三里塚1-1448レ
ジデンス三里塚
Ｉ-106

文書警告（処分日車
数40日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第26条第1
項

令和元年10月23日及び令和元年11月6日、定期的な監査を実施。8件の
違反が認められた。(1)運行管理者の解任届出違反(道路運送法(以下｢運
送法｣)第23条第3項)､(2)点呼の記録事項義務違反(旅客自動車運送事業
運輸規則(以下｢運輸規則｣)第24条第5項)､(3)乗務等の記録の記録事項不
備(運輸規則第25条第2項)､(4)運行記録計による記録義務違反(運輸規則
第26条第1項)､(5)運行指示書の記載事項不備(運輸規則第28条の2第1
項)､(6)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(7)運
行管理者に対する講習受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項)､(8)報告
義務違反(運送法第94条第1項)

4 4

貨物 2020 3 23

信州ヤマヨ運輸株式会社
（法人番号
7100001001311） 代
表者工藤剛

長野県長野市若穂綿内
字南條356-1

浜松営業所
静岡県浜松市東
区篠ケ瀬町958番
地

輸送施設の使用停止
（50日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和元年10月3日、関係機関からの情報を端緒として監査実施。4件の
違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事
業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項)、(2)乗務時間等告示
なお書きの遵守違反(安全規則第3条第4項)、(3)点呼の実施義務違反(安
全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)、(4)運行管理規定の制定事
項不適切(安全規則第21条第1項)

5 5

タクシー 2020 3 23
芳南交通株式会社（法人
番号5060001009443）
代表者潮田安磨有

栃木県真岡市並木町1-
6-7

眞岡営業所
栃木県真岡市並
木町1-6-7

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和2年2月19日、長期間監査未実施であることを端緒として監査を実
施。2件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅
客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)､(2)定期点検整備の未実施(道
路運送車両法第48条)

0 0

タクシー 2020 3 23
株式会社坂元運送（法人
番号5340001001818）
代表者坂元佑子

鹿児島県鹿児島市谷山
港3-1-30

まいにち交
通本社営業
所

鹿児島県鹿屋市
札元1-3428-4

輸送施設の使用停止
処分（30日車）

道路運送法第27条第
3項

令和1年10月24日、監査実施。3件の違反が認められた。(1)乗務等の記
録事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）
第25条）､(2)乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条第1
項）､(3)運転者に対する指導監督違反（運輸規則第38条第1項）

14 3

タクシー 2020 3 23

さくらタクシー株式会社
（法人番号
2080001019550） 代
表者加藤高立

静岡県静岡市葵区東千
代田3丁目8番地1号

草薙営業所
静岡県静岡市駿
河区中吉田46-7

輸送施設の使用停止
（90日車）及び文書
警告

道路運送法（以下
「法」）第25条

令和元年11月1日､重傷事故を引き起こしたことを端緒として監査実施｡
6件の違反が認められた｡(1)運転者の要件違反(法第25条)､(2)乗務員台
帳の記載不備(運輸規則第37条第1項)､(3)運転者に対する指導監督違反
(運輸規則第38条第1項)､(4)特定の運転者に対する指導監督違反(運輸規
則第38条第2項)､(5)定期点検整備記録の保存義務違反(運輸規則第45条
第2号)､(6)運行管理者に対する指導監督違反(運輸規則第48条の3)

9 9

貸切バス 2020 3 23
有限会社南ぬ島交通（法
人番号3360002021781
）代表者下野英信

沖縄県石垣市字新川８
２２番８

本社営業所
沖縄県石垣市字
新川８２２番８

文書警告（処分日車
数20日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

道路運送法第２７条
第３項

令和２年２月１９日、継続的な監視が必要な事業者であることを端緒
に監査を実施。１件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導
監督義務違反（第３８条第１項）

67 2

貸切バス 2020 3 23

株式会社石垣島イーグル
観光（法人番号
5360001017416 ）代表
者大竹智恵子

沖縄県石垣市字真栄里
５６２－１

本社営業所
沖縄県石垣市字
真栄里５６２－
１

文書警告（処分日車
数40日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

道路運送法第２７条
第３項

令和２年２月１８日、継続的な監視が必要な事業者であることを端緒
に監査を実施。３件の違反が認めれた。（１）運転者に対する特別な
指導及び適性診断受診義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下
「運輸規則」）第３８条第２項）、（２）定期点検整備等の未実施
（運輸規則第４５条）、（３）整備管理者の研修受講義務違反（運輸
規則第４６条）

24 4

貨物 2020 3 24

信州名鉄運輸 株式会社
（法人番号
9100001013239） 代
表者榊原 勝則

長野県松本市征矢野２
－７－１６

八王子支店
東京都八王子市
滝山町１－２１
４

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

過積載運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和２
年２月２６日、監査を実施。１件の違反が認められた。（1）過積載運
送（貨物自動車運送事業法第17条第3項）

3 3

貨物 2020 3 24

山口栄光 株式会社（法
人番号
2250001013478） 代
表者大友 鉄也

山梨県南アルプス市沢
登７６８－１

山梨
山梨県南アルプ
ス市沢登７６８
－１

許可の取り消し
貨物自動車運送事業
法第32条

所在不明であることを端緒として調査を実施したところ、事業の無届
出休止・廃止が判明したことから、事業許可を取消したもの。

0 0

貨物 2020 3 24

有限会社 ベスト引越セ
ンター（法人番号
5050002006507） 代
表者圷 悦雄

茨城県那珂市杉２９０ 本社
茨城県那珂市杉
２９０

許可の取り消し
貨物自動車運送事業
法第32条

所在不明であることを端緒として調査を実施したところ、事業の無届
出休止・廃止が判明したことから、事業許可を取消したもの。

0 0



貨物 2020 3 24

有限会社 宮永通商（法
人番号
7070002031170） 代
表者宮永 正彦

群馬県太田市高林西町
５２４－２８

本社
群馬県太田市高
林西町５２４－
２８

許可の取り消し
貨物自動車運送事業
法第32条

所在不明であることを端緒として調査を実施したところ、事業の無届
出休止・廃止が判明したことから、事業許可を取消したもの。

0 0

貨物 2020 3 24
有限会社北部運送（法人
番号9330002009527）
代表者山口哲生

熊本県熊本市北区硯川
町字犬場777-1

本社営業所
熊本県熊本市北
区硯川町字犬場
777-1

輸送施設の使用停止
処分（60日車）

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第4項

令和1年12月10日、監査実施。3件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項)､(2)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)､
(3)事故の記録事項義務違反(安全規則第9条の2)

13 6

貨物 2020 3 24
第一物流株式会社（法人
番号6290001036620）
代表者木村憲司

福岡県糟屋郡新宮町大
字立花口2271-3

小郡営業所
福岡県小郡市干
潟1605-1

輸送施設の使用停止
（70日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項、法第17条
第4項

令和1年11月7日、監査実施。10件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項)､(2)疾病、疲労等のおそれのある乗務(安全規則第3
条第6項)､(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)､(4)点呼の記録事項
義務違反(安全規則第7条第5項)､(5)乗務等の記録事項義務違反(安全規
則第8条)､(6)運行指示書に係る（作成、指示、携行）義務違反(安全規
則第9条の3第1項)､(7)運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第
1項)､(8)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)､(9)
運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)､(10)運転者に対す
る指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反(安全規則第10条第1項)

7 7

貨物 2020 3 24
株式会社大八運輸（法人
番号1340001015029）
代表者加藤久義

鹿児島県志布志市志布
志町帖3930

本社営業所
鹿児島県志布志
市志布志町帖
3748

輸送施設の使用停止
（160日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第2号､法第
17条第4項､法第24
条の4､道路運送車両
法第48条

令和1年11月26日、監査実施。9件の違反が認められた。(1)定期点検整
備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）
第3条の2、道路運送車両法第48条)､(2)整備管理者の研修受講義務違反
(安全規則第3条の4)､(3)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条
の5第1項)､(4)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)､(5)
運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反(安全規則
第10条第1項)､(6)特定運転者に対する特別な指導監督違反(安全規則第
10条第2項)､(7)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第
10条第2項)､(8)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項)､
(9)損害賠償の支払能力確保義務違反(貨物自動車運送事業法施行規則第
14条第3号)

16 16

貨物 2020 3 24

有限会社トーノー （法
人番号
6200002021398） 代
表者安藤政直

岐阜県各務原市つつじ
が丘3丁目132

各務原営業
所

岐阜県各務原市
つつじが丘3丁目
132

輸送施設の使用停止
処分（30日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和元年10月9日、監査方針に基づいて監査実施。1件の違反が認めら
れた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第4項)

3 3

貨物 2020 3 24

株式会社Ｅ－ＳＴＲＥＡ
Ｍ （法人番号
6200001016705） 代
表者齋藤典久

岐阜県海津市平田町土
倉737番地1

本社営業所
岐阜県海津市平
田町土倉字江東
737-1

輸送施設の使用停止
処分（20日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和元年10月8日、監査方針に基づいて監査実施。1件の違反が認めら
れた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第4項)

2 2

貨物 2020 3 24

株式会社マルカ商運
（法人番号
4190001010538） 代
表者村岡和行

三重県松阪市久保町
1913番地20

本社営業所

三重県松阪市久
保町1855番地819
マルイハイツ102
号室

輸送施設の使用停止
（40日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和元年9月25日及び10月15日、監査方針に基づいて監査実施。10件
の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項)、(2)乗務時間等告
示なお書きの遵守違反(安全規則第3条第4項)、(3)点呼の実施義務違反
(安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)、(4)点呼の記録記載不備
(安全規則第7条第5項)、(5)運行指示書の作成･指示･携行義務違反(安全
規則第9条の3第1項)、(6)運転者台帳の記載不備(安全規則第9条の5第1
項)、(7)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(8)運転
者に対する指導監督の記録違反(安全規則第10条第1項)、(9)運転者に対
する指導監督の記録記載不備(安全規則第10条第1項)、(10)特定の運転
者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)

4 4

貨物 2020 3 24
長尾運輸株式会社 （法
人番号8180001045960
） 代表者長尾房江

愛知県北名古屋市中之
郷南164

本社営業所
愛知県北名古屋
市中之郷南164

輸送施設の使用停止
（40日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号及び第４項

令和元年10月10日、監査方針に基づいて監査実施。4件の違反が認めら
れた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則（以下「安全規則」）第3条第4項)、(2)健康状態の把握義務違反(安
全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項及び
第2項並びに第3項)、(4)点呼の記録記載不備(安全規則第7条第5項)

4 4

貨物 2020 3 24

岐阜運輸株式会社 （法
人番号
5200001029410） 代
表者西本幸男

岐阜県可児市土田4267
番地147

本社営業所
岐阜県可児市土
田4267番地147

輸送施設の使用停止
（20日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項第1号及
び第４項

令和元年5月14日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として監査実
施。7件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項)、(2)点呼
の実施義務違反(安全規則第7条第1項及び第2項)、(3)運転者に対する指
導監督違反(安全規則第10条第1項)、(4)特定の運転者に対する指導監督
違反(安全規則第10条第2項)、(5)特定の運転者に対する適性診断受診義
務違反(安全規則第10条第2項)、(6)運行管理者の講習受講義務違反(安
全規則第23条第1項)、(7)報告義務違反(法第60条第1項)

2 2

貨物 2020 3 24

株式会社河合エクスプレ
ス （法人番号
2200001020124） 代
表者河合裕司

岐阜県美濃市片知162番
地1

本社営業所
岐阜県美濃市片
知162番地1

輸送施設の使用停止
（10日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和元年10月18日、監査方針に基づいて監査実施。3件の違反が認めら
れた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則（以下「安全規則」）第3条第4項)、(2)乗務等の記録記載不備(安全
規則第8条)、(3)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)

1 1

貨物 2020 3 24

丸善運輸株式会社 （法
人番号
2180003010877） 代
表者長谷川護

愛知県瀬戸市陶原町1-6 本社営業所
愛知県瀬戸市陶
原町1-6

輸送施設の使用停止
（20日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和元年10月9日、監査方針に基づいて監査実施。2件の違反が認めら
れた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則（以下「安全規則」）第3条第4項)、(2)健康状態の把握義務違反(安
全規則第3条第6項)

2 2

貨物 2020 3 24

有限会社寿恵広運輸
（法人番号
9180002018304 ） 代
表者加藤正二

愛知県名古屋市中川区
新家三丁目1419番地

本社営業所
愛知県名古屋市
中川区新家三丁
目1419番地

輸送施設の使用停止
（40日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
9条第1項及び第17
条第4項

令和元年10月8日、監査方針に基づいて監査実施。7件の違反が認めら
れた。(1)事業計画変更認可違反【車庫】(法第9条第1項)、(2)健康状態
の把握義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項及び
第2項)、(4)点呼の記録記載不備(安全規則第7条第5項)、(5)乗務等の記
録記載不備(安全規則第8条)、(6)運行管理者補助者の要件違反(安全規
則第18条第3項)、(7)報告義務違反(法第60条第1項)

4 4

タクシー 2020 3 24

日本交通横浜株式会社
（法人番号
2020001098229） 代
表者金田隆司

神奈川県横浜市戸塚区
名瀬町1152

本社営業所
神奈川県横浜市
戸塚区名瀬町
1152

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和2年1月22日、無免許運転があった旨の情報を端緒として監査を実
施。4件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅
客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第38条第1項)(2)高齢運転者
に対する告示で定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､(3)
高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)(4)運
転者証の返納等義務違反(ﾀｸｼｰ業務適正化特別措置法第16条第1項)

0 0



タクシー 2020 3 24

有限会社柳田タクシー
（法人番号
7350002011029） 代
表者柳田将

宮崎県日向市上町5-10 本社営業所
宮崎県日向市上
町5-10

輸送施設の使用停止
（160日車）､文書警
告

道路運送法（以下
「法」）第16条第1
項､法第27条第3項､
道路運送車両法第48
条

令和1年11月28日、監査実施。15件の違反が認められた。(1)､(2)事業
計画(自動車車庫・配置車両数)に定める業務の確保違反（道路運送法第
16条第1項）､(3)疾病、疲労等のおそれのある乗務（旅客自動車運送事
業運輸規則（以下「運輸規則」）第21条第5項）､(4)点呼の実施義務違
反（運輸規則第24条）､(5)点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条
第5項）､(6)乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第25条）､(7)乗務員
台帳の作成義務違反（運輸規則第37条第1項）､(8)乗務員台帳の記載事
項義務違反（運輸規則第37条第1項）､(9)運転者に対する指導監督違反
（運輸規則第38条第1項）､(10)運転者に対する指導監督の記録又は指
導監督の記録保存違反（運輸規則第38条第1項）､(11)運転者に対する
指導監督の記載事項義務違反（運輸規則第38条第1項）､(12)特定運転
者に対する特別な指導監督違反（運輸規則第38条第2項）､(13)特定運
転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第38条第2項）､(14)運
転者に対する地理、応接の指導監督違反（運輸規則第39条）､(15)定期
点検整備の実施違反（運輸規則第45条、道路運送車両法第48条）

16 16

貸切バス 2020 3 24

有限会社松葉交通 （法
人番号
8050002033498） 代
表者野口博幸

茨城県龍ケ崎市貝原塚
町3561-1

本社営業所
茨城県龍ケ崎市
貝原塚町3561-1

輸送施設の使用停止
（80日車）

道路運送法第9条の2
第1項

令和元年9月19日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。5
件の違反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9
条の2第1項)､(2)点呼の記録事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則
(以下｢運輸規則｣)第24条第5項)､(3)経路の調査等の義務違反(運輸規則
第28条)､(4)運行指示書の記載事項不備(運輸規則第28条の2第1項)､(5)
運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)

13 8

貸切バス 2020 3 24

鉾田観光バス株式会社
（法人番号
2050001021955） 代
表者代々城正

茨城県鉾田市串挽317-7 本社営業所
茨城県鉾田市串
挽317-7

輸送施設の使用停止
（150日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第7条の2第
2項

令和元年10月9日、定期的な監査を実施。7件の違反が認められた。(1)
運送引受書の記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸
規則｣)第7条の2第1項)､(2)運送引受書の保存義務違反(運輸規則第7条の
2第2項)､(3)点呼の実施等義務違反(運輸規則第24条)､(4)乗務等の記録
の記録事項不備(運輸規則第25条第2項)､(5)運行指示書の記載事項不備
(運輸規則第28条の2第1項)､(6)運転者に対する指導監督等義務違反(運
輸規則第38条第1項)､(7)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46
条)

15 15

貸切バス 2020 3 24
大新東株式会社（法人番
号8012401019180）
代表者森下哲好

東京都調布市調布ヶ丘
3-6-3

舞浜営業所
千葉県浦安市千
鳥4-1

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和2年2月6日、死亡事故があった旨公安委員会からの通知を端緒に監
査を実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違
反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

貸切バス 2020 3 24

有限会社新都市交通（法
人番号
5070002032575） 代
表者片所万里子

群馬県太田市強戸町
1560

本社営業所
群馬県太田市強
戸町1560

許可の取消し
道路運送法第43条の
15第9項

 法令違反の疑いがあることを端緒に調査を実施。1件の違反が認めら
れた。(1)負担金納付命令違反(道路運送法第43条の15第9項)

6 0

貸切バス 2020 3 24
株式会社玉川（法人番号
2021001023622） 代
表者森敦子

神奈川県厚木市小野
327-1

本社営業所
神奈川県厚木市
小野327-1

輸送施設の使用停止
（80日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第26条第1
項

令和元年10月30日及び令和元年11月7日他、定期的な監査を実施。5件
の違反が認められた。(1)運行管理補助者の届出義務違反(旅客自動車運
送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第68条)､(2)乗務時間等告示の遵守違
反(運輸規則第21条第1項)､(3)運行記録計による記録義務違反(運輸規則
第26条第1項)､(4)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第
1項)､(5)輸送の安全にかかわる情報の公表の報告義務違反(道路運送法
第29条の3)

19 8

貸切バス 2020 3 24

鳳凰国際観光株式会社
（法人番号
3470001017134) 代表
者辛淑婉

香川県高松市香南町岡
352-1

本社営業所
香川県高松市香
南町岡352-1

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年2月17日、旅客自動車運送事業に関する監査方針に基づき監査
を実施したところ、3件の違反が確認された。(1)運送引受書に記載すべ
き事項の記録が不適切であったこと（旅客自動車運送事業運輸規則
（以下「運輸規則」）第7条の2第1項）、(2)運行指示書に記載すべき
事項が不適切であったこと（運輸規則第28条の2第1項）、(3)乗務員台
帳について定められた事項の記録が不適切であったこと（運輸規則第
37条第1項）

0 0

貸切バス 2020 3 24

響コーポレーション株式
会社（法人番号
9290001037665） 代
表者草場博和

福岡県宗像市江口267-1 本社営業所
福岡県糟屋郡新
宮町大字上府林
の後865-2

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年1月15日、監査実施。6件の違反が認められた。(1)乗務員台帳
の記載事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規
則」）第37条第1項）､(2)点呼の記録又は点呼の記録保存違反（運輸規
則第24条第5項）､(3)点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条第5
項）､(4)乗務時間等の基準の遵守違反（運輸規則第21条第1項）､(5)運
転者に対する指導監督違反（運輸規則第38条第1項）､(6)運送引受書の
記載事項不備違反（運輸規則第7条の2第1項）

4 4

貸切バス 2020 3 24

有限会社幸観光バス（法
人番号
9300002007491） 代
表者荒木俊勝

佐賀県藤津郡太良町大
字多良7098

本社営業所
佐賀県藤津郡太
良町大字多良
7097-1

輸送施設の使用停止
（150日車）、文書警
告

道路運送法（以下
「法」）第9条の2第
1項､法第27条第3
項、道路運送車両法
66条第1項

令和1年11月19日、監査実施。8件の違反が認められた。(1)運賃料金事
前届出、運賃料金変更事前届出違反（道路運送法第9条の2第1項）､(2)
損害賠償責任保険(共済)締結義務違反(旅客自動車運送事業（以下「運
輸規則」）運輸規則第19条の2)､(3)点呼の記録事項義務違反（運輸規則
第24条第5項）､(4)乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第25条）､(5)
運行指示書の記載事項義務違反（運輸規則第28条の2第1項）､(6)運転
者に対する指導監督違反（運輸規則第38条第1項）､(7)特定運転者に対
する特別な指導監督違反（運輸規則第38条第2項）､(8)自動車検査証の
備付け義務違反（運輸規則第45条､道路運送車両法66条第1項）

19 15

貨物 2020 3 25
晃永運輸株式会社（法人
番号1390001004357）
代表者野口雅弘

山形県天童市石鳥居1丁
目1番28号

本社営業所
山形県天童市石
鳥居1丁目1番28
号

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項

令和元年11月27日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実施し
た結果、1件の違反が認められた。（1）乗務時間等の基準の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）

1 1

貨物 2020 3 25
株式会社あまべ（法人番
号8130001057630）
代表者隅田真吾

京都府京丹後市久美浜
町友重284番地の2

本社営業所
京都府京丹後市
久美浜町友重284
番地の2

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和元年9月12日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。2
件の違反が認められた。（1）健康状態の把握義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第6項）、（2）初任運
転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）

1 1

貨物 2020 3 25
聖徳貨物有限会社（法人
番号2330002020804）
代表者吉井正裕

熊本県上益城郡甲佐町
麻生原756

本社営業所
熊本県上益城郡
甲佐町麻生原756

輸送施設の使用停止
（40日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号､法第
17条第4項､法第60
条第1項、道路運送
法第95条

令和1年12月5日、監査実施。8件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規
則」)第3条第4項)､(2)乗務時間等の基準なお書き違反(安全規則第3条第
4項)､(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)､(4)点呼の記録事項義務
違反(安全規則第7条第5項)､(5)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規
則第9条の5第1項)､(6)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第
1項)､(7)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項)､(8)自動車
に関する表示義務違反（道路運送法第95条）

4 4

タクシー 2020 3 25

竹田合同タクシー株式会
社（法人番号
1320001009486） 代
表者髙野将

大分県竹田市大字会々
2332-1

本社営業所
大分県竹田市大
字会々2332-4

輸送施設の使用停止
（10日車）､文書警告

道路運送法第27条第
3項

令和1年11月19日、監査実施。7件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規
則」）第21条第1項）､(2)乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第25
条）､(3)乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条第1項）､(4)
運転者に対する指導監督違反（運輸規則第38条第1項）､(5)運転者に対
する指導監督の記載事項義務違反（運輸規則第38条第1項）､(6)特定運
転者に対する特別な指導監督違反（運輸規則第38条第2項)､(8)特定運転
者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項）

1 1



貸切バス 2020 3 25

丸山運送株式会社 （法
人番号
4190001008664） 代
表者堀岡孝

三重県伊賀市枅川82-10 本社営業所
三重県伊賀市枅
川82番地の10

事業停止（3日）及び
輸送施設の使用停止
（40日車）、文書警
告

道路運送法（以下
「法」）第23条第1
項

平成30年5月31日、監査方針に基づいて監査実施。5件の違反が認めら
れた。（1）運行管理者の選任違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以
下「運輸規則」）第47条の9第1項）、（2）運送引受書の記載不備（運
輸規則第7条の2第1項）、（3）乗務員台帳の記載不備（運輸規則第37
条第1項）、（4）特定の運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸
規則第38条第2項）、（5）報告義務違反（法第94条第1項）

4 4

貸切バス 2020 3 25

株式会社大地観光バス
（法人番号
5180001103531） 代
表者孟艶

愛知県常滑市末広町2-
83-1（ラティエラ常滑
Ａ棟102号）

常滑営業所

愛知県常滑市末
広町2-83-1（ラ
ティエラ常滑Ａ
棟102号）

輸送施設の使用停止
（220日車）及び文書
警告

道路運送法（以下
「法」）第9条の2第
1項

令和元年11月21日及び同年11月26日、監査方針に基づいて監査実施。
10件の違反が認められた。（1）運賃料金の適正収受違反（法第9条の2
第1項）、（2）健康状態の把握義務違反（旅客自動車運送事業者運輸
規則（以下「運輸規則」）第21条第5項）、（3）運転者に対する指導
監督違反（運輸規則第38条第1項）、（4）運転者に対する指導監督の
記録違反（運輸規則第38条第1項）、（5）運送引受書の記載不備（運
輸規則第7条の2第1項）、（6）運送引受書の写しの保存義務違反（運
輸規則第7条の2第2項）、（7）定期点検整備の実施違反（運輸規則第
45条）、（8）点呼の記録記載不備（運輸規則第24条第5項）、（9）運
行記録計による記録義務違反（運輸規則第26条第1項）、（10）乗務時
間等の基準の遵守違反（運輸規則第21条第1項）
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貨物 2020 3 26
株式会社大和運送（法人
番号8390001013087）
代表者岩田大和

山形県天童市石鳥居1丁
目2番51号

本社営業所
山形県天童市石
鳥居1丁目2番51
号

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和2年2月20日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、2件の違
反が認められた。（1）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則（以下「安全規則」）第7条）、（2）運転者に対する指導監
督義務違反（安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2020 3 26

有限会社エーケーエル
（法人番号
7260002010691） 代
表者前野希吉

岡山県倉敷市粒江2046-
3

本社営業所
岡山県倉敷市粒
浦936-4

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号及び第2号

令和元年10月8日及び令和2年3月11日、情報提供を端緒として監査実
施。2件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）（2）
事業用自動車の定期点検整備義務違反（安全規則第3条の2）

0 0
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株式会社チャーター山陰
（法人番号
2270001004616） 代
表者内田徹

鳥取県米子市富益町60-
24

米子営業所
鳥取県米子市両
三柳848-1

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

平成31年2月7日及び令和2年3月26日、情報提供を端緒として監査実
施。3件の違反が認められた。（1）運転者台帳記載事項違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第9条の5第1項）
（2）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）（3）
特定の運転者に対する特別な指導義務違反（安全規則第10条第2項）

0 0
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丸亀運送株式会社（法人
番号7320001010117）
代表者宮崎和夫

大分県日田市大字友田
78-5

本社営業所
大分県日田市大
字友田78-5

輸送施設の使用停止
（50日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第1項第2号､法
第17条第4項､法第
60条第1項、道路運
送車両法第52条

令和1年12月24日、監査実施。13件の違反が認められた。(1)乗務時間
等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項)､(2)疾病、疲労等のおそれのある乗務(安全規則第3
条第6項)､(3)整備管理者の選任(変更)未届出違反(安全規則第13条、道
路運送車両法第52条)､(4)整備管理者の研修受講義務違反(安全規則第3
条の4)､(5)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)､(6)点呼の記録事項義
務違反(安全規則第7条第5項)､(7)乗務等の記録事項義務違反(安全規則
第8条)､(8)運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)､(9)運
転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)､(10)特定運転者
に対する特別な指導監督違反(安全規則第10条第2項)､(11)特定運転者に
対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)､(12)運行管理者の
講習受講義務違反(安全規則第23条第1項)､(13)報告義務違反(貨物自動
車運送事業法第60条第1項)

5 5

タクシー 2020 3 26

株式会社グッドラックエ
ンタープライズ（法人番
号7410001003648）
代表者松橋満

秋田県秋田市土崎港南3
丁目9番30号

本社営業所
秋田県秋田市土
崎港南3丁目140-
46

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和元年12月17日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、3件の
違反が認められた。（1）乗務等の記録事項義務違反（旅客自動車運送
事業運輸規則（以下「運輸規則」）第25条第1項）、（2）乗務員台帳
の記載事項義務違反（運輸規則第37条第1項）、（3）運転者に対する
指導監督の記録違反（運輸規則第38条第1項）

0 0

タクシー 2020 3 26
備後交通有限会社（法人
番号6240002047514）
代表者栗原稔

広島県福山市南本庄4丁
目7-22

本社営業所
広島県福山市南
本庄4丁目7-22

輸送施設の使用停止
（50日車）及び文書
警告

道路運送法第27条第
3項

平成30年6月27日、同年9月11日及び平成31年4月12日、死亡事故を端
緒として監査実施。11件の違反が認められた。（1）疾病、疲労等のお
それのある乗務禁止違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸
規則」）第21条第5項）（2）点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24
条第5項）（3）乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第25条第3項）
（4）乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条第1項）（5）運
転者に対する指導監督義務違反（運輸規則第38条第1項）(6)運転者に
対する指導監督の記録義務違反（運輸規則第38条第1項）（7）運転者
に対する指導監督の記録事項義務違反（運輸規則第38条第1項）（8）
特定の運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第38条第2項）
(9)特定の運転者に対する特別な指導義務違反（運輸規則第38条第2
項）（10）整備管理者研修受講義務違反（運輸規則第46条）（11）運
行管理者講習未受講（運輸規則第48条の4第1項）

5 5

タクシー 2020 3 26
大商交通株式会社（法人
番号2120001156125）
代表者薬師寺薰

大阪府守口市金田町3丁
目47番15号

本社
大阪府守口市金
田町3丁目47番15
号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年1月14日、苦情を端緒として調査を実施。1件の違反が認められ
た。一般準則(公平かつ懇切な取扱い)違反(旅客自動車運送事業運輸規
則第2条第2項)

6 0

貸切バス 2020 3 26

株式会社夢たび山形（法
人番号
7370002004765） 代
表者鈴木市郎

山形県山形市清住町2丁
目2番19号

本社営業所
山形県山形市清
住町2丁目2番19
号

文書警告（処分日車
数40日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

道路運送法（以下
「法」）第27条第3
項、法第95条

令和元年7月17日及び8月26日、監査方針を端緒として監査を実施した
結果、6件の違反が認められた。（1）点呼の実施義務違反（旅客自動
車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第24条第3項）、（2）点呼
の記録事項義務違反（運輸規則第24条第5項）、（3）乗務員台帳の作
成義務違反（運輸規則第37条第1項）、（4）整備管理者の選任（解
任）未届出違反（運輸規則第45条及び道路運送車両法第52条）、（5）
書類の適切管理義務違反（運輸規則第69条）、（6）自動車に関する表
示義務違反（道路運送法第95条)

4 4

貨物 2020 3 27

大船渡市場輸送株式会社
（法人番号
1402701000039） 代
表者小久保通秀

岩手県大船渡市赤崎町
字石橋前22番地2

本社営業所
岩手県大船渡市
赤崎町字石橋前
22番地2

文書警告
貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第4項

平成31年2月6日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、1件の違
反が認められた。（1）運転者に対する指導監督義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2020 3 27

岡山県貨物運送株式会社
（法人番号
4260001001001） 代
表者遠藤俊夫

岡山県岡山市北区清心
町4-31

東広島支店
広島県広島市安
芸区矢野新町2丁
目4-19

輸送施設の使用停止
（40日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和元年6月18日及び同年7月22日、死亡事故を端緒として監査実施。7
件の違反が認められた。（1）点呼の記録事項義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第7条第5項）（2）乗務等の
記録事項義務違反（安全規則第8条第1項）（3）運行記録計による記録
義務違反（安全規則第9条）（4）運転者台帳記載事項違反（安全規則
第9条の5第1項）（5）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第
10条第1項）（6）運転者に対する指導監督の記録事項義務違反（安全
規則第10条第1項）（7）整備管理者研修受講義務違反（安全規則第15
条）

4 4



貨物 2020 3 27
株式会社後藤運輸（法人
番号7240001043463）
代表者後藤正三

広島県福山市駅家町万
能倉740-14

本社営業所
広島県福山市駅
家町万能倉740-
14

輸送施設の使用停止
（200日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
9条第1項、法第17
条第1項、同条第4項
及び法第18条第2項

平成31年3月27日及び令和元年6月4日、死亡事故を端緒として監査実
施。15件の違反が認められた。（1）事業計画の変更認可違反（車庫）
（貨物自動車運送事業法施行規則第２条第１項第４号）（2）乗務時間
等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）（3）疾病、疲労等のおそれのある乗務禁止違反
（安全規則第3条第6項）（4）点呼の実施義務違反（安全規則第７条第
１項、第２項及び第３項）（5）点呼の記録義務違反（安全規則第7条
第5項）（6）点呼の記録事項義務違反（安全規則第7条第5項）（7）乗
務等の記録事項義務違反（安全規則第8条第1項）（8）運転者台帳記載
事項違反（安全規則第9条の5第1項）（9）運転者に対する指導監督義
務違反（安全規則第10条第1項）（10）運転者に対する指導監督の記録
義務違反（安全規則第10条第1項）（11）運転者に対する指導監督の記
録事項義務違反（安全規則第10条第1項）（12）特定の運転者に対する
特別な指導義務違反（安全規則第10条第2項）(13)特定の運転者に対す
る適性診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）（14）無車検運行
（安全規則第13条本文関係）（15）運行管理規定未制定（安全規則第
21条第1項）

20 20

貨物 2020 3 27
有限会社西山商店（法人
番号7270002006656）
代表者西山茂行

鳥取県米子市西福原9丁
目5-16

米子営業所
鳥取県米子市淀
江町佐陀2128

輸送施設の使用停止
（20日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項及び
同条第4項

平成30年12月13日及び令和元年7月18日、死亡事故を端緒として監査
を実施。9件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4
項）（2）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項及び第2項）（3）
点呼の記録事項義務違反（安全規則第7条第5項）（4）乗務等の記録義
務違反（安全規則第8条第1項）（5）運行記録計による記録義務違反
（安全規則第9条）（6）運転者台帳作成義務違反（安全規則第9条の5
第1項）（7）運転者台帳記載事項義務違反（安全規則第9条の5第1項）
（8）特定の運転者に対する特別な指導義務違反（安全規則第10条第2
項）（9）特定の運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第10
条第2項）

2 2

貨物 2020 3 27

猪野商事 株式会社（法
人番号
5020001034651） 代
表者猪野 信夫

神奈川県横浜市金沢区
鳥浜町１４－１７

本社
神奈川県横浜市
金沢区鳥浜町１
４－１７

事業の停止（３日
間）、輸送施設の使
用停止（161日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

行政処分等を受けたにもかかわらず改善が認められないことを端緒と
して、平成30年12月25日及び平成31年2月14日、監査を実施。11件の
違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）疾病のおそれのある乗務（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（3）点呼の実施義務違反
等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（4）乗務等の記録義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（5）乗務等
の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1
項）、（6）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第9条）、（7）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第10条第1項）、（8）初任、高齢運転者に対する
指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、
（9）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第2項）、（10）運行管理者の講習受講義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項）、（11）運行管理者
の選任（解任）未届出違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第19
条）
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日本エコロジック株式会
社（法人番号
3150001009477） 代
表者柳純

奈良県桜井市大字西之
宮129-5

本社営業所
奈良県桜井市大
字西之宮129-5

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項

令和元年8月26日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。7
件の違反が認められた。（1）健康状態の把握義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第6項）、（2）点呼の
記録事項義務違反（安全規則第7条第5項）、（3）乗務等の記録義務違
反（安全規則第8条）、（4）乗務等の記録事項義務違反（安全規則第8
条）、（5）運転者台帳の記載事項義務違反（安全規則第9条の5第1
項）、（6）運転者に対する指導監督違反（安全規則第10条第1項）、
（7）定期点検整備の整備記録簿保存義務違反（安全規則第13条、道路
運送車両法第49条）

4 4

貨物 2020 3 27
ラボリス株式会社（法人
番号1140001072049）
代表者小谷善章

兵庫県尼崎市御園町35
MARUTO尼崎ビル3A

本社営業所

兵庫県尼崎市御
園町35
MARUTO尼崎ビ
ル3A

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和2年2月13日及び同年2月25日、死亡事故を引き起こしたことを端緒
に監査を実施。6件の違反が認められた。（1）乗務時間等の告示の遵
守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条
第4項）、（2）健康状態の把握義務違反（安全規則第3条第6項）、
（3）点呼の実施義務違反（安全規則第7条）、（4）乗務等の記録事項
義務違反（安全規則第8条）、（5）運転者台帳の記載事項義務違反
（安全規則第9条の5第1項）、（6）運転者に対する指導監督違反（安
全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2020 3 27
森商運輸株式会社（法人
番号1290001041617）
代表者森﨑公夫

福岡県春日市白水池3-
96

宮崎営業所
宮崎県児湯郡川
南町大字川南
13677-5

輸送施設の使用停止
（65日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第8
条第1項、法第17条
第1項、法第17条第
4項、法第18条第1
項、道路運送車両法
第48条

令和1年10月16日、監査実施。8件の違反が認められた。(1)事業計画
(自動車車庫)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法第8
条第1項)、(2)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安
全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(3)点呼の実施義務違反(安全
規則第7条)、(4)運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)、
(5)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(6)特定
運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(7)定期
点検整備の実施違反(安全規則第13条、道路運送車両法第48条)、(8)運
行管理者の補助者の要件違反（安全規則第18条第3項）

15 7

貨物 2020 3 27
日本貨物株式会社（法人
番号5340001003392）
代表者本坊吉幸

鹿児島県鹿児島市南栄
4-11-1

加治木営業
所

鹿児島県姶良市
加治木町小山田
字下中原5502-4･
5･7･8･9、5508-
1･3、5516-2、
5517-8･12･13、
5499-2

輸送施設の使用停止
（90日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第17
条第1項、法第17条
第4項、道路運送車
両法第48条

令和1年11月6日、監査実施。12件の違反が認められた。(1)疾病、疲労
等のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規
則」第3条第6項)、(2)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(3)乗務等
の記録義務違反(安全規則第8条)、(4)乗務等の記録事項義務違反(安全
規則第8条)、(5)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(6)
運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(7)運転者に
対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(8)運転者に対する指導監
督の記録又は指導監督の記録保存違反(安全規則第10条第1項) 、(9)特
定運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(10)
定期点検整備の実施違反(安全規則第13条、道路運送車両法第48条)、
(11)整備管理者の研修受講義務違反(安全規則第15条)、(12)運行管理者
の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項)

9 9

貨物 2020 3 27

株式会社ジーティーライ
ン（法人番号
8020001117577） 代
表者山﨑紗央里

神奈川県川崎市中原区
田尻町29-1

鹿児島営業
所

鹿児島県いちき
串木野市湊町1-
271

輸送施設の使用停止
（30日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第17
条第1項、法第17条
第4項

令和1年11月1日、監査実施。8件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「運輸規
則」)第3条第4項)､(2)乗務時間等の基準なお書き違反(安全規則第3条第
4項)､(3)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)､(4)乗務等の記
録事項義務違反(安全規則第8条)､(5)運転者台帳の記載事項義務違反(安
全規則第9条の5第1項)､(6)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10
条第1項)､(7)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規則第
10条第1項)､(8)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第
10条第2項)

3 3



タクシー 2020 3 27
大空交通株式会社（法人
番号4420001012130）
代表者髙田秀明

青森県三沢市日の出1丁
目94番地341号

六ヶ所営業
所

青森県上北郡
六ヶ所村大字尾
鮫字野附501-1

文書警告
道路運送法第27条第
3項

平成31年1月22日及び2月4日、死亡事故を引き起こしたことを端緒とし
て監査を実施した結果、3件の違反が認められた。（1）疾病・疲労等
のおそれのある乗務（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規
則」）第21条第5項）、（2）点呼の実施義務違反（運輸規則第24条第1
項、第2項）、（3）運転者に対する指導監督義務違反（運輸規則第38
条第1項）

0 0

タクシー 2020 3 27
大空交通株式会社（法人
番号4420001012130）
代表者髙田秀明

青森県三沢市日の出1丁
目94番地341号

本社営業所
青森県三沢市日
の出1丁目94番地
341号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

平成31年1月23日及び2月4日、死亡事故を引き起こしたことを端緒とし
て監査を実施した結果、3件の違反が認められた。（1）疾病・疲労等
のおそれのある乗務（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規
則」）第21条第5項）、（2）点呼の実施義務違反（運輸規則第24条第1
項、第2項）、（3）運転者に対する指導監督義務違反（運輸規則第38
条第1項）

0 0

タクシー 2020 3 27

中央タクシー株式会社
（法人番号
6420001012418） 代
表者舘岡清貴

青森県むつ市大湊新町3
番12号

本社営業所
青森県むつ市大
湊新町3番12号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

平成30年9月4日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、3件の違
反が認められた。（1）運転者に対する指導監督義務違反（旅客自動車
運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第38条1項）、（2）高齢運転
者に対する指導義務違反（運輸規則第38条第2項）、（3）高齢運転者
に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第38条第2項）

0 0

タクシー 2020 3 27
合名会社浦添交通（法人
番号8360003003898 ）
代表者饒波進

沖縄県浦添市牧港4丁目
24番5号

本社営業所
沖縄県浦添市牧
港4丁目24番5号

輸送施設の使用停止
（190日車）及び文書
警告

道路運送法27条第3
号

令和元年7月30日酒気帯び運転により逮捕されたとの同社からの報告を
端緒に監査実施。10件の違反が認められた。（１）健康状態の把握義
務違反(旅客運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第21条第5項）、
(２)酒酔い・酒気帯び乗務（運輸規則第21条第4項）、(３)点呼の実施
義務違反（運輸規則第24条第1項、2項）、（４）事故の記録義務違反
（運輸規則26条の2）、（５）乗務員台帳の記載事項不備（運輸規則第
37条第1項）、（６）運転者に対する指導監督義務違反（運輸規則第38
条第1項）、（７）高齢運転者に対する特別な指導の実施義務違反（運
輸規則第38条第2号）（８）初任及び高齢運転者に対する適性診断受診
義務違反（運輸規則第38条第2項）、（９）運行管理者の講習受講義務
違反（運輸規則第48条の4第1項）、（１０）整備管理者の研修受講義
務違反（運輸規則第46条）

19 19

タクシー 2020 3 27

東雲Ｔｒａｖｅｌ株式会
社(法人番号
9120001210271) 代表者
徐智凱

大阪府大阪市生野区勝
山南4丁目5-2

大阪
大阪府生野区巽
西3-13-5

輸送施設の使用停止
(50日車)

道路運送法第27条第
3項

令和元年12月11日、新規許可を端緒として監査を実施。4件の違反が認
められた。(1)疾病、疲労等のおそれのある乗務(旅客自動車運送事業運
輸規則(以下「運輸規則」)第21条第5項)、(2)点呼の記録義務違反(運輸
規則第24条第5項)、(3)乗務員台帳の作成、備付け義務違反【5名以下
作成なし】(運輸規則第37条第1項)、(4)乗務員台帳の作成、備付け義務
違反【記載事項等の不備】(運輸規則第37条第1項)

5 5

貸切バス 2020 3 27

アイ・ケーアライアンス
株式会社（法人番号
7110001006508） 代
表者関塚政行

新潟県新潟市東区一日
市202

本社営業所
新潟県新潟市東
区一日市202

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年3月16日、監査実施。1件の違反が認められた。（1）運転者に
対する指導監督告示による運転者に対する指導監督義務違反（旅客自
動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

貸切バス 2020 3 27

有限会社五色の湯旅館
（法人番号
9100002008931） 代
表者水野薫

長野県上高井郡高山村
大字奥山田3682-6

本社営業所
長野県上高井郡
高山村大字奥山
田3682-6

文書警告（処分日車
数40日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

道路運送法第27条第
3項

令和元年10月8日、監査実施。3件の違反が認められた。（1）疾病、疲
労等のおそれのある乗務（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸
規則」）第21条第5項）（2）乗務員台帳の作成、備付け義務違反（運
輸規則第37条第1項）（3）運転者に対する指導監督告示による運転者
に対する指導監督義務違反（運輸規則第38条第1項）

4 4

貸切バス 2020 3 27
株式会社ＳＴＳ(法人番
号2120101057917) 代
表者鳴海亮

大阪府泉南市岡田6－9
－4

本社営業所
大阪府泉南市岡
田6－9－4

輸送施設の使用停止
(140日車)

道路運送法(以下
「法」)第27条第3項

令和元年12月10日、新規許可を端緒として監査を実施。7件の違反が認
められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(法第9条の2第1項)、(2)事業
計画の変更認可違反(法第15条第1項)、(3)点呼の実施義務違反(旅客自
動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第24条)、(4)点呼の記録事
項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(5)乗務等の記録事項義務違反(運
輸規則第25条)、(6)運行指示書の記載事項義務違反(運輸規則第28条の2
第1項)、(7)乗務員台帳の記載事項義務違反(運輸規則第37条第1項)

14 14

貸切バス 2020 3 27

有限会社トラベル観光
(法人番号
8170002008001) 代表
者栗山忠

和歌山県紀の川市北勢
田878

本社
和歌山県紀の川
市北勢田878

輸送施設の使用停止
(60日車)

道路運送法(以下
「法」)第27条第3項

令和元年12月10日、法令違反の疑いを端緒として、監査を実施。1件の
違反が認められた。運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2第
1項)

11 6

貸切バス 2020 3 27

有限会社ルミナス交通
(法人番号
2140002031416 ) 代表
者小山幸夫

兵庫県三木市細川町細
川中274

本社
兵庫県三木市細
川町細川中273

輸送施設の使用停止
(80日車)

道路運送法第27条第
3項

令和元年11月26日及び同年12月20日、法令違反の疑いを端緒として監
査を実施。(1)運送引受書の記載事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸
規則（以下「運輸規則」）第7条の2第1項)、(2)乗務時間等の基準の遵
守違反(運輸規則第21条第1項)、(3)点呼の実施義務違反(運輸規則第24
条)、(4)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)、(5)点呼の記録事
項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(6)乗務等の記録事項義務違反(運
輸規則第25条)、(7)乗務員台帳の記載事項義務違反(運輸規則第37条第1
項)、(8)運転者に対する指導監督義務違反（運輸規則第38条第1項）

8 8

貸切バス 2020 3 27

卑弥呼観光株式会社（法
人番号
2290001045063） 代
表者相庭伸廣

福岡県朝倉市一木723-1 本社営業所
福岡県朝倉市一
木723-1

輸送施設の使用停止
（130日車）、文書警
告

道路運送法(以下
「法」)第9条の2第1
項､法第27条第3項

令和1年7月18日、監査実施。3件の違反が認められた。(1)運賃料金事
前届出、運賃料金変更事前届出違反（道路運送法第9条の2第1項）､(2)
点呼の記録事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規
則」)第24条第5項）､(3)乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第25
条）

23 13

貸切バス 2020 3 27
南州交通株式会社（法人
番号5340001000150）
代表者小園正輝

鹿児島県日置市伊集院
町野田字塔原1210

川内営業所
鹿児島県薩摩川
内市隈之城町
319-3

事業の停止（110日
車）、文書警告

道路運送法（以下｢
法｣）第23条第1項、
法第23条第3項、法
第27条第3項

平成31年3月18日、監査実施。11件の違反が認められた。(1)運行管理
者の選任違反（道路運送法（以下｢法」）第23条第1項）、(2)運行管理
者の解任未届出違反（法第23条第3項）、(3)運送引受書の交付義務違
反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第7条の2第1
項）、(4)運行に関する状況把握等の体制整備違反（運輸規則第21条の
2）、(5)点呼の記録又は点呼の記録保存違反（運輸規則第24条第5
項）、(6)点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条第5項）、(7)乗務
等の記録事項義務違反（運輸規則第25条）、(8)乗務員台帳の記載事項
義務違反（運輸規則第37条第1項）、(9)運転者に対する指導監督違反
（運輸規則第38条第1項）、(10)運転者に対する指導監督の記録又は指
導監督の記録保存違反（運輸規則第38条第1項）、(11)特定運転者に対
する適性診断受診義務違反（運輸規則第38条第2項）
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貨物 2020 3 30

株式会社アイ・エス・ケ
イ （法人番号
2190001013914 ） 代
表者波多雅己

三重県桑名市大字小貝
須字橋爪１１７６番地

本社営業所
三重県桑名市大
字地蔵４９－１
番地

事業の停止（３３日
間）、輸送施設の使
用停止処分（３４０
日車）及び文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
２７条第1項

平成３１年２月２２日及び平成３１年４月１２日及び令和元年１１月
２９日及び令和元年1２月１３日、監査方針に基づいて監査実施。２８
件の違反が認められた。(1)事業計画変更認可違反【車庫】(法第9条第1
項)、(2) 事業計画変更事前届出違反（法第９条第３項）、(3) 乗務時間
等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第４項)、(4) 乗務時間等告示なお書きの遵守違反（安全規
則第３条第４項）、(5) 健康状態の把握義務違反（安全規則第３条第６
項）、(6) 整備管理者の研修受講義務違反（安全規則第３条の４）、
(7) 点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１項及び第２項並びに第３
項)、(8)点呼の記録記載不備（安全規則第７条第５項）、(9) 点呼の記
録不実記載（安全規則第７条第５項）、(10) 乗務等の記録記載不備
（安全規則第８条）、(11) 運行記録計による記録義務違反（安全規則
第９条）、(12) 運行指示書の作成・指示・携行義務違反（安全規則第
９条の３第１項）、(13) 運転者台帳の作成義務違反（安全規則第９条
の５第１項）、(14) 運転者台帳の記載不備（安全規則第９条の５第１
項）、(15) 運転者台帳の保存義務違反（安全規則第９条の５第２
項）、(16) 運転者に対する指導監督違反（安全規則第１０条第１
項）、(17)特定の運転者に対する指導監督違反（安全規則第１０条第２
項）、(18)特定の運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第１
０条第２項）、(19)運行管理者に対する指導監督違反（安全規則第２２
条）、(20)運行管理者の講習受講義務違反（安全規則第２３条第１
項）、(21) 運行管理者の選任違反（安全規則第１８条第１項）、(22)
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乗合バス 2020 3 30
近江鉄道株式会社（法人
番号1160001008109）
代表者喜多村樹美男

滋賀県彦根市駅東町15
番1

あやめ
滋賀県野洲市菖
蒲字日之出14番
地の1

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年2月7日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。点呼の実施義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24
条第1項、第2項)

0 0

貸切バス 2020 3 30

JET観光バス株式会社
（法人番号
1300001003895） 代
表者李永植

福岡県大野城市乙金2-
16-28

本社営業所
福岡県大野城市
乙金2-16-28

輸送施設の使用停止
処分（120日車）

道路運送法第9条の2
第1項

令和1年10月1日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)運賃料金事
前届出、運賃料金変更事前届出違反（道路運送法第9条の2第1項）

31 12

貨物 2020 3 31

阿南自動車株式会社（法
人番号
9100001018163） 代
表者金城功

長野県諏訪市大字中洲
5502-18

飯田営業所
長野県飯田市松
尾明7667

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項及び
同条第4項

令和元年6月20日、監査実施。4件の違反が認められた。（1）乗務時間
等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）（2）点呼の実施違反（安全規則第7条第2項～第3
項）（3）点呼の記録違反（安全規則第7条第5項）

1 1

貨物 2020 3 31

テラテクニカル 株式会
社（法人番号
5070001028062） 代
表者影山 力也

群馬県高崎市綿貫町１
４７５－１－１０３

本社
群馬県高崎市鶴
見町６－６ 内
山ビル２－２

事業の停止（3日
間）、輸送施設の使
用停止（47日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第13条

酒気帯び運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和
元年7月22日、監査を実施。8件の違反が認められた。（1）点呼の記録
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）、（2）点呼
の記録保存義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5
項）、（3）乗務等の記録保存義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第8条第1項）、（4）運行記録計による記録保存義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第9条）、（5）運行指示書の保存義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則法第9条の3第4項）、（6）運転者
に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1
項）、（7）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第13条）、（8）事業計画事後届出違反（貨物自動車運送事業法第9
条第3項）
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タクシー 2020 3 31
都タクシー株式会社(法
人番号7130001030472)
代表者筒井政善

京都府向日市寺戸町
久々相20-9

上鳥羽
京都府京都市南
区上鳥羽塔ノ本
30-2

文書警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数（駐
停車違反）が、過去一年以内に3件に達した。運転者に対する指導監督
義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条1項）

0 0

タクシー 2020 3 31

有限会社京都雅タクシー
(法人番号
6130002024144) 代表
者奥村仁三和

京都府京都市右京区梅
津堤下町64番地1

本社
京都府京都市右
京区梅津堤下町
64番地1

文書警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数（駐
停車違反）が、過去一年以内に3件に達した。運転者に対する指導監督
義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条1項)

0 0

乗合バス 2020 3 31

阪東自動車株式会社（法
人番号
8010601014877） 代
表者神﨑満

東京都墨田区押上1-1-2
我孫子営業
所

千葉県我孫子市
東我孫子2-36-22

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第24条第5
項

令和元年8月6日及び令和元年11月15日、法令違反の疑いがあること及
び死亡事故があった旨公安委員会からの通知を端緒に監査を実施。2件
の違反が認められた。(1)点呼の記録事項義務違反(旅客自動車運送事業
運輸規則(以下｢運輸規則｣)第24条第5項)､(2)運転者に対する指導監督義
務違反(運輸規則第38条第1項)

0 0

貨物 2020 4 2

株式会社AKトランス
ポート（法人番号
4360001016988） 代
表者金城光成

沖縄県浦添市西洲2丁目
8番地2

本社営業所
沖縄県浦添市西
洲2丁目10番地3

輸送施設の使用停止
（20日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法17条第1項、同条
第4項

令和2年1月14日、適正化実施機関が行った巡回指導の評価結果を端緒
に監査実施。4件の違反が認められた。（1）健康状態の把握義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条6
項）、（2）点呼の記録義務違反（安全規則第7条第5項）、（3）運転
者台帳の作成義務違反（安全規則第9条の5第1項）、（4）初任運転者
に対する特別な指導実施義務違反（安全規則第10条第2項）

2 2

貨物 2020 4 2

有限会社 めぐみ産業
（法人番号
2060002008950） 代
表者石川 三七男

栃木県宇都宮市上欠町
１１８９－５

本社
栃木県宇都宮市
鶴田町３０６９

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和2年2月26日、監査
を実施。2件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督違反（安
全規則第10条第1項）、(2）報告義務違反（報告規則第2条）

0 0

タクシー 2020 4 3

太平タクシー株式会社
(法人番号
1120001156159) 代表者
山田健

大阪府守口市金田町4丁
目7番10号

本社
大阪府守口市金
田町4丁目7番10
号

輸送施設の使用停止
処分（10日車）

道路運送法第27条第
3項

令和2年1月29日、事故を引き起こしたことを端緒として監査を実施。1
件の違反が認められた。運転者に対する指導監督義務違反（旅客自動
車運送事業運輸規則第38条1項）

2 1

貨物 2020 4 7

有限会社 インターク
ルー（法人番号
9010702011632） 代
表者野村 俊次

東京都品川区南大井５
－２３－９ ＳＡＮＯ
ビル１Ｆ

本社

東京都品川区南
大井５－２３－
９ ＳＡＮＯビ
ル１Ｆ

事業の停止（30日
間）、輸送施設の使
用停止処分（250日
車）

貨物自動車運送事業
法第27条第1項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、平成31年4
月19日、令和元年6月7日、7月4日及び8月7日、監査を実施。18件の違
反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（安全規則第3条第4
項）、（2）疾病のおそれのある乗務（安全規則第3条第6項）、(3)点
呼の実施義務違反（安全規則第7条第1～3項）、(4) ３点呼の記録の
改ざん・不実記載違反（安全規則第7条第5項）、(5)乗務等の記録義務
違反（安全規則第8条）、(6) 乗務等の記載事項違反（安全規則第8
条）、(7) 運行記録計の記録義務違反（安全規則第9条）、(8)運転者
台帳の作成義務違反（安全規則第9条の5第1項）、(9) 運転者に対す
る指導監督違反（安全規則第10条第1項）、(10)事故惹起運転者に対す
る指導監督違反（安全規則第10条第2項）、(11)事故惹起運転者に対す
る適性診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）、(12)運行管理者に
対する指導及び監督違反（安全規則第22条）、(13)運行管理者の講習
受講義務違反（安全規則第23条第1項）、(14)運行管理者の選任（解
任）の届出違反（安全規則第19条）、(15)自動車事故報告違反（事業
法第24条）、(16)名義貸し違反（事業法第27条第1項）、(17) 事業計
画変更認可違反（事業法第9条第1項）、(18) 報告義務違反（報告規
則第2条）

55 55



貨物 2020 4 7
有限会社椿山商運（法人
番号8310002019628）
代表者椿山三次

長崎県松浦市御厨町里
免382-2

本社営業所
長崎県松浦市御
厨町里免382-2

輸送施設の使用停止
（110日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
8条第1項、法第17
条第1項、法第17条
第4項、法第60条第
1項、道路運送車両
法第48条

令和1年8月7日、監査実施。14件の違反が認められた。(1)事業計画(自
動車車庫)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法(以下
「法」)第8条第1項)､(2)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則(以下｢安全規則｣)第3条第4項)､(3)疾病、疲労等のお
それのある乗務(安全規則第3条第6項)､(4)点呼の実施義務違反(安全規
則第7条)､(5)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)､(6)点呼の記録
事項義務違反(安全規則第7条第5項)､(7)乗務等の記録事項義務違反(安
全規則第8条)､(8)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1
項)､(9)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)､(10)特定
運転者に対する特別な指導監督違反(安全規則第10条第2項)､(11)特定運
転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)､(12)定期点
検整備の実施違反(安全規則第13条、道路運送車両法第48条)､(13)整備
管理者の研修受講義務違反(安全規則第15条)､(14)報告義務違反(法第60
条第1項)

11 11

タクシー 2020 4 7

日の出交通株式会社（法
人番号
9110001004096） 代
表者坂井鶴美

新潟県新潟市中央区神
道寺南1-2-18

本社営業所
新潟県新潟市中
央区神道寺南1-
2-18

輸送施設の使用停止
処分（10日車）

道路運送法第27条第
3項

令和2年3月17日、監査実施。1件の違反が認められた。（1）運転者に
対する指導監督違反（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

1 1

タクシー 2020 4 7

スマート交通株式会社
(法人番号
5120101052279) 代表者
松本秋男

大阪府堺市北区常磐町3
丁18番4

本社
大阪府堺市北区
常磐町3丁18番4

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年2月3日、苦情を端緒として調査を実施。1件の違反が認められ
た。一般準則(公平かつ懇切な取扱い)違反（旅客自動車運送事業運輸規
則第2条第2項）

0 0

貨物 2020 4 8

ダイワ運輸株式会社（法
人番号
1140001005025） 代
表者木村泰文

兵庫県神戸市西区玉津
町水谷410

神戸営業所
兵庫県神戸市西
区小山1丁目6-10

輸送施設の使用停止
処分（20日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項

令和元年11月20日、労働局からの通報を端緒に監査を実施。3件の違反
が認められた。（1）乗務時間等の告示の遵守違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）点呼の実施
義務違反（安全規則第7条第1項から第3項）、（3）点呼の記録事項義
務違反（安全規則第7条第5項）

12 2

貨物 2020 4 8

有限会社エイト運輸（法
人番号
8290802011984） 代
表者山縣健二

福岡県北九州市小倉南
区大字新道寺1022-1

本社営業所
福岡県北九州市
小倉南区志井6-
10-1-309

輸送施設の使用停止
（50日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第8
条第1項、法第17条
第1項第1号、法第
17条第4項

令和2年2月3日、監査実施。7件の違反が認められた。(1)事業計画(自
動車車庫)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法第8条
第1項)、(2)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(3)点呼の実施義務違反(安全規
則第7条)、(4)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(5)乗務
等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(6)運転者台帳の記載事項義務
違反(安全規則第9条の5第1項)､(7)運転者に対する指導監督違反(安全規
則第10条第1項)

5 5

貨物 2020 4 8

有限会社セーフティ・Ｊ
ライン（法人番号
9340002009088） 代
表者神宮司敏正

鹿児島県鹿児島市東開
町4-41

本社営業所
鹿児島県鹿児島
市東開町4-41

輸送施設の使用停止
（80日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項、法第17条
第4項

令和1年10月7日、監査実施。11件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下｢安全規則｣)
第3条第4項)､(2)乗務時間等の基準なお書き違反(安全規則第3条第4項)､
(3)疾病、疲労等のおそれのある乗務(安全規則第3条第6項)､(4)点呼の
実施義務違反(安全規則第7条)､(5)点呼の記録義務違反(安全規則第7条
第5項)､(6)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)､(7)事故の記録
義務違反(安全規則第9条の2)､(8)運行指示書に係る（作成、指示、携
行）義務違反(安全規則第9条の3第1項)､(9)運転者台帳の記載事項義務
違反(安全規則第9条の5第1項)､(10)運転者に対する指導監督違反(安全
規則第10条第1項)､(11)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の
記録保存違反(安全規則第10条第1項)

8 8

タクシー 2020 4 8

株式会社宮崎国際タク
シー（法人番号
5350001001684） 代
表者藤野秀之

宮崎県宮崎市高洲町
268-12

本社営業所
宮崎県宮崎市高
洲町268-12

輸送施設の使用停止
（60日車）、文書警
告

道路運送法第27条第
3項

令和1年12月6日、監査実施。13件の違反が認められた。(1)苦情処理の
記録義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第3
条第2項）､(2)乗務時間等の基準の遵守違反（運輸規則第21条第1項）､
(3)疾病、疲労等のおそれのある乗務（運輸規則第21条第5項）､(4)点呼
の実施義務違反（運輸規則第24条）､(5)点呼の記録事項義務違反（運
輸規則第24条第5項）､(6)乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第25
条）､(7)乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条第1項）、(8)
運転者に対する指導監督違反（運輸規則第38条第1項）、(9)運転者に
対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反（運輸規則第38条
第1項）､(10)特定運転者に対する特別な指導監督違反（運輸規則第38
条第2項）､(11)特定運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則
第38条第2項）､(12)地理・応接の指導監督の記録、保存義務違反（運
輸規則第40条第3項）、(13)運行管理者の補助者の要件違反（運輸規則
第47条の9第3項）

6 6

貨物 2020 4 9
株式会社田内運輸（法人
番号5220001003883）
代表者田内直喜

石川県金沢市北森本町
ヘ32-1

本社営業所
石川県金沢市北
森本町ヘ32-1

輸送施設の使用停止
処分（60日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項及び
同条第4項

令和元年10月29日及び同年11月26日、監査実施。12件の違反が認めら
れた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則（以下「安全規則」）第3条第4項）（2）疾病、疲労等のおそれの
ある乗務（安全規則第3条第6項）（3）点呼の実施義務違反（安全規則
第7条第1項～第2項）（4）点呼の実施不適切（安全規則第7条第1項～
第2項）（5）点呼の記録義務違反（安全規則第7条第5項）（6）点呼の
記録記載不備（安全規則第7条第5項）（7）アルコール検知器の常時有
効保持義務違反（安全規則第7条第4項）（8）運行指示書の記載不備
（安全規則第9条の3第1項）（9）運転者台帳の記載不備(安全規則第9
条の5第1項）（10）運転者に対する指導監督違反（安全規則第10条第1
項）（11）特定の運転者に対する指導監督違反（安全規則第10条第2
項）（12）特定の運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第
10条第2項）

6 6

貨物 2020 4 10
鮎川産業株式会社（法人
番号8290801009591）
代表者鮎川和夫

福岡県北九州市八幡西
区夕原町4-16

本社営業所
福岡県北九州市
八幡西区夕原町
4-16

輸送施設の使用停止
（30日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和1年12月20日、監査実施。7件の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第7条)､
(2)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)､(3)運行指示書の記
載事項義務違反(安全規則第9条の3第1項)､(4)運転者台帳の記載事項義
務違反(安全規則第9条の5第1項)､(5)運転者に対する指導監督違反(安全
規則第10条第1項)､(6)特定運転者に対する特別な指導監督違反(安全規
則第10条第2項)､(7)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規
則第10条第2項)

3 3

貨物 2020 4 13
株式会社岡部建設（法人
番号6390001007504）
代表者岡部美喜雄

山形県鶴岡市友江字中
野1番地の4

本社営業所
山形県鶴岡市友
江字中野1番地の
4

輸送施設の使用停止
（40日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項、法第17
条第4項

令和元年10月18日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、6件の
違反が認められた。（1）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）疾病・
疲労等のおそれのある乗務（安全規則第3条第6項）、（2）点呼の実施
義務違反（安全規則第7条第1項、第2項）、（4）運転者に対する指導
監督義務違反（安全規則第10条第1項）、（5）高齢運転者に対する指
導義務違反（安全規則第10条第2項）、（6）高齢運転者に対する適性
診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）

4 4

貨物 2020 4 13
米沢運輸株式会社（法人
番号1390001010454）
代表者清野秀雄

山形県東置賜郡高畠町
大字糠野目字飯塚弐717
番地3

山形営業所
山形県山形市大
字松原字東谷地
386-11

輸送施設の使用停止
（10日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和元年11月29日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として監査を
実施した結果、3件の違反が認められた。（1）点呼の実施義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第7条第1
項）、（2）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1
項）、（3）運行管理者に対する指導監督義務違反（安全規則第22条）

1 1

貨物 2020 4 13

株式会社カネコ物流（法
人番号
3110001007014） 代
表者荒隆一郎

新潟県新潟市出来島1-
2-12

東港営業所
新潟県北蒲原郡
聖籠町位守町
160-40

輸送施設の使用停止
処分（70日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和元年8月6日、監査実施。2件の違反が認められた。（1）点呼の記
録不実記載（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）
第7条第5項）（2）運行管理者に対する指導監督違反（安全規則第22
条）

7 7



貨物 2020 4 13

有限会社マルタケ運送
（法人番号
1120102026038） 代
表者小森保正

大阪府泉大津市下之町
4-28

本社営業所
大阪府泉大津市
下之町4-28

輸送施設の使用停止
処分（40日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項

令和元年10月23日、死亡事故を引き起こしたことを端緒に監査を実
施。9件の違反が認められた。（1）乗務時間等の告示の遵守違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、
（2）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項から第3項）、（3）乗
務等の記録事項義務違反（安全規則第8条）、（4）運行記録計による
記録義務違反（安全規則第9条）、（5）運転者台帳の記載事項義務違
反（安全規則第9条の5第1項）、（6）運転者に対する指導監督違反
（安全規則第10条第1項）、（7）運転者に対する指導監督の記録事項
義務違反（安全規則第10条第1項）、（8）定期点検整備の実施違反
（3ヶ月点検）（安全規則第13条、道路運送車両法第48条）、（9）運
行管理者の講習受講義務違反（安全規則第23条第1項）

4 4

貨物 2020 4 13

株式会社ジェイビーエス
（法人番号
5120001130399） 代
表者弘瀬正明

大阪府大阪市鶴見区茨
田大宮3丁目20-4

本社営業所
大阪府大阪市鶴
見区茨田大宮3丁
目20-4

輸送施設の使用停止
処分（40日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項

令和元年9月5日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。6件の違
反が認められた。（1）乗務時間等の告示の遵守違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）点呼の実
施義務違反（安全規則第7条第1項から第3項）、（3）点呼の記録事項
義務違反（安全規則第7条第5項）、（4）乗務等の記録事項義務違反
（安全規則第8条）、（5）運行指示書の作成義務違反（安全規則第9条
の3第1項から第3項）、（6）運転者に対する指導監督違反（安全規則
第10条第1項）

4 4

貨物 2020 4 13
株式会社栄翔運輸（法人
番号1130001031542）
代表者竹田博

京都府京都市中京区聚
楽廻東町17番地

本社営業所
京都府京都市南
区吉祥院這登東
町34

輸送施設の使用停止
処分（30日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項

令和元年8月22日、同年9月18日及び同年10月31日、死亡事故を引き起
こしたことを端緒に監査を実施。5件の違反が認められた。（1）健康
状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全
規則」）第3条第6項）、（2）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1
項から第2項）、（3）点呼の記録事項義務違反（安全規則第7条第5
項）、（4）運転者に対する指導監督違反（安全規則第10条第1項）、
（5）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第10条第2
項）

3 3

貨物 2020 4 13

株式会社陸送ネット（法
人番号
4020001087691） 代
表者西口高生

京都府宇治市槇島町南
落合106番地

本社営業所
京都府宇治市槇
島町南落合106番
地

輸送施設の使用停止
処分（50日車）

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第17
条第1項

令和元年7月17日、同年9月19日及び同年12月2日、公安委員会からの
通報を端緒に監査を実施。8件の違反が認められた。（1）事業計画変
更認可違反（自動車車庫の位置）（法第9条第1項）、（2）乗務時間等
の告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）、（3）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項
から第3項）、（4）点呼の記録義務違反（安全規則第7条第5項）、
（5）点呼の記録事項義務違反（安全規則第7条第5項）、（6）運転者
に対する指導監督の記録違反（安全規則第10条第1項）、（7）初任運
転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）、（8）
運行管理者補助者の要件違反（安全規則第18条第3項）

5 5

貨物 2020 4 13
有限会社西運送（法人番
号1340002007272）
代表者西広行

鹿児島県鹿児島市田上
6-2-57

本社営業所
鹿児島県鹿児島
市田上町155-1

輸送施設の使用停止
処分（10日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

令和2年1月24日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)過積載運送
(貨物自動車運送事業法第17条第3項)

1 1

貨物 2020 4 13
株式会社陽（法人番号
6340001015461） 代
表者加塩忠勇

鹿児島県志布志市志布
志町帖3946-8

本社営業所
鹿児島県志布志
市志布志町帖
3946-8

輸送施設の使用停止
処分（10日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

令和2年1月24日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)過積載運送
(貨物自動車運送事業法第17条第3項)

1 1

貨物 2020 4 14

新潟共立運輸株式会社
（法人番号
5110001003804） 代
表者佐藤正義

新潟県新潟市中央区
竜ヶ島1-4-14

本社営業所
新潟県新潟市中
央区竜ヶ島1-4-
14

輸送施設の使用停止
処分（30日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項

平成30年12月11日、監査実施。1件の違反が認められた。（1）乗務時
間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）

3 3

貨物 2020 4 14

有限会社 武沢運送（法
人番号
9050002024091） 代
表者武澤 利夫

茨城県古河市鴻巣６８
２

本社
茨城県古河市鴻
巣６８２

輸送施設の使用停止
処分（30日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条

法令違反の疑いがあることを端緒として、令和元年10月24日、監査を
実施。 8件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反（安全
規則第3条第4項）、(2)点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1～3
項）、(3)乗務等の記録義務違反（安全規則第8条）、(4)運行記録計に
よる記録義務違反（安全規則第9条）、(5)運転者に対する指導監督違反
（安全規則第10条第1項）、(6)事故惹起運転者、高齢運転者に対する
指導監督違反（安全規則第10条第2項）、(7)事故惹起運転者、高齢運
転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）、(8)自
動車事故報告違反（事業法第24条）

3 3

貨物 2020 4 14
富士運送株式会社(法人
番号8210001003147) 代
表者岩岡摩智子

福井県福井市花堂東1-
20-25

本社営業所
福井県福井市花
堂東1-20-25

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第1項

令和元年10月11日､監査方針に基づき､監査を実施｡1件の違反が認めら
れた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条第4項)

0 0

貨物 2020 4 14

株式会社ユタカ産業（法
人番号
8340001009032） 代
表者芳田明

鹿児島県いちき串木野
市大里5590-1

本社営業所
鹿児島県いちき
串木野市大里字
下手前5590-1

輸送施設の使用停止
（50日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第4項

令和2年1月28日、監査実施。8件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下｢安全規則｣)
第3条第4項)､(2)乗務時間等の基準なお書き違反(安全規則第3条第4項)､
(3)疾病、疲労等のおそれのある乗務(安全規則第3条第6項)､(4)点呼の
実施義務違反(安全規則第7条)､(5)点呼の記録義務違反(安全規則第7条
第5項)､(6)運行指示書の記載事項義務違反(安全規則第9条の3第1項)､
(7)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)､(8)運転者
に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)

5 5

貨物 2020 4 14
鷹島運送有限会社（法人
番号5310002019911）
代表者椎山賢治

長崎県松浦市調川町下
免851-32

本社営業所
長崎県松浦市調
川町下免851-32

輸送施設の使用停止
（100日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第8
条第1項、法第17条
第1項、法第17条第
4項

令和1年8月8日、監査実施。9件の違反が認められた。(1)～(2)事業計画
(自動車車庫・休憩睡眠施設)に定めるところに従う義務違反(貨物自動
車運送事業法(以下「法」)第8条第1項)､(3)乗務時間等の基準の遵守違
反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下｢安全規則｣)第3条第4項)､(4)
乗務時間等の基準なお書き違反(安全規則第3条第4項)､(5)疾病、疲労等
のおそれのある乗務(安全規則第3条第6項)､(6)点呼の実施義務違反(安
全規則第7条)､(7)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)､(8)運
転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)､(9)運転者に対
する指導監督違反(安全規則第10条第1項)

10 10

貨物 2020 4 14
有限会社木村商事（法人
番号2030002102054）
代表者木村俊之

埼玉県川口市新井町1-9 熊本営業所
熊本県菊池郡大
津町杉水3421-14

輸送施設の使用停止
（195日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第8
条第1項、法第11
条、法第17条第1
項、法第17条第4項､
道路運送車両法第48
条

令和1年9月27日、監査実施。18件の違反が認められた。(1)～(2)事業
計画(自動車車庫・配置車両数)に定めるところに従う義務違反(貨物自
動車運送事業法(以下「法」)第8条第1項)､(3)運送約款の掲示違反(法第
11条)､(4)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則(以下｢安全規則｣)第3条第4項)､(5)乗務時間等の基準なお書き違反(安
全規則第3条第4項)､(6)疾病、疲労等のおそれのある乗務(安全規則第3
条第6項)､(7)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)､(8)点呼の記録義務
違反(安全規則第7条第5項)､(9)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条
第5項)､(10)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)､(11)運行記録
計による記録義務違反(安全規則第9条)､(12)運行指示書に係る（作成、
指示、携行）義務違反(安全規則第9条の3第1項)､(13)運転者台帳の記載
事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)､(14)運転者に対する指導監督違
反(安全規則第10条第1項)､(15)運転者に対する指導監督の記録又は指導
監督の記録保存違反(安全規則第10条第1項)､(16)特定運転者に対する特
別な指導監督違反(安全規則第10条第2項)､(17)特定運転者に対する適性
診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)､(18)定期点検整備の実施違反
(安全規則第13条、道路運送車両法第48条)

20 20



タクシー 2020 4 14

有限会社みなみタクシー
（法人番号
5340002021377） 代
表者南修郎

鹿児島県奄美市名瀬鳩
浜町215

本社営業所
鹿児島県奄美市
名瀬鳩浜町215

輸送施設の使用停止
（130日車）、文書警
告

道路運送法（以下
「法」）第16条第1
項､法第27条第3項､
道路運送車両法第48
条

令和1年7月11日、監査実施。14件の違反が認められた。(1)事業計画
(自動車車庫)に定める業務の確保違反（道路運送法第16条第1項）､(2)
乗務時間等の基準の遵守違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下
「運輸規則」）第21条第1項）､(3)点呼の実施義務違反（運輸規則第24
条）､(4)乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条第1項）､(5)
運転者に対する指導監督違反（運輸規則第38条第1項）､(6)運転者に対
する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反（運輸規則第38条第1
項）､(7)運転者に対する指導監督の記載事項義務違反（運輸規則第38
条第1項）､(8)特定運転者に対する特別な指導監督違反（運輸規則第38
条第2項）､(9)特定運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第
38条第2項）､(10)指導要領制定義務違反（運輸規則第40条第1項）､
(11)定期点検整備の実施違反（運輸規則第45条、道路運送車両法第48
条）､(12)運行管理規程の制定義務違反（運輸規則第48条の2）､(13)運
行管理者の講習受講義務違反（運輸規則第48条の4第1項）､(14)指導主
任者の届出義務違反（運輸規則第68条第1項第3号）

13 13

貨物 2020 4 15
有限会社大惣（法人番号
9122002011467） 代
表者村田充弘

大阪府大東市南新田1-
410-1

本社営業所
大阪府大東市南
新田1-410-1

輸送施設の使用停止
処分（60日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項

平成31年4月16日、同年4月26日及び令和元年11月7日、関係機関から
の情報を端緒に監査を実施。9件の違反が認められた。（1）健康状態
の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第6項）、（2）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項
から第2項）、（3）点呼の記録事項義務違反（安全規則第7条第5
項）、（4）乗務等の記録保存義務違反（安全規則第8条）、（5）乗務
等の記録事項義務違反（安全規則第8条）、（6）運行記録計による記
録義務違反（安全規則第9条）、（7）運転者台帳の記載事項義務違反
（安全規則第9条の5第1項）、（8）定期点検整備の実施違反（3ヶ月点
検）（安全規則第13条、道路運送車両法第48条）、（9）整備管理者の
研修受講義務違反（安全規則第15条）

6 6

貨物 2020 4 15
アネット株式会社（法人
番号4320001010301）
代表者穴井博敏

大分県玖珠郡玖珠町帆
足2195-1

本社営業所
大分県玖珠郡玖
珠町大字帆足
2037-1

輸送施設の使用停止
（80日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第8
条第1項、法第17条
第1項、法第17条第
4項､道路運送車両法
第48条

令和1年8月27日、監査実施。11件の違反が認められた。(1)事業計画
(自動車車庫)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法第8
条第1項)、(2)疾病、疲労等のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸
送安全規則(以下｢安全規則｣)第3条第6項)、(3)点呼の記録事項義務違反
(安全規則第7条第5項)、(4)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8
条)、(5)運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(6)運転
者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(7)運転者に対す
る指導監督違反(安全規則第10条第1項)､(8)運転者に対する指導監督の
記録又は指導監督の記録保存違反(安全規則第10条第1項) ､(9)特定運転
者に対する特別な指導監督違反(安全規則第10条第2項)､(10)特定運転者
に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)､(11)定期点検整
備の実施違反(安全規則第13条、道路運送車両法第48条)

8 8

タクシー 2020 4 15
有限会社北都交通（法人
番号6370002018989）
代表者熊谷輝文

宮城県仙台市泉区高森4
丁目2番地の613

本社営業所
宮城県仙台市泉
区高森4丁目2番
地の613

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年2月13日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として監査を実
施した結果、2件の違反が認められた。（1）運転者に対する指導監督
義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第38条
第1項）、（2）運転者に対する指導監督の記録違反（運輸規則第38条
第1項）

0 0

貸切バス 2020 4 15

有限会社信州観光バス
（法人番号
3100002009423） 代
表者久保幸子

長野県千曲市大字鋳物
師屋117-2

別所温泉営
業所

長野県上田市別
所温泉1884-4

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和元年7月29日、監査実施。2件の違反が認められた。（1）運送引受
書の交付義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規
則」）第7条の2第1項）（2）点呼の実施義務違反（運輸規則第24条第1
項）

4 4

貨物 2020 4 16

コーヨー産業株式会社
（法人番号
9250001005411） 代
表者吉村雅浩

山口県下関市彦島西山
町5丁目4-24

本社営業所
山口県下関市彦
島西山町5丁目4-
24

輸送施設の使用停止
（30日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項及び
同条第4項

令和元年5月14日及び同元年9月2日、情報提供を端緒として監査実施。
6件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）（2）点呼
の実施義務違反（安全規則第7条第1項、第2項及び第3項）（3）乗務等
の記録事項義務違反（安全規則第8条第1項）（4）運行指示書記載事項
義務違反（安全規則第9条の3第2項）（5）運転者に対する指導監督義
務違反（安全規則第10条第1項）（6）運転者に対する指導監督の記録
事項義務違反（安全規則第10条第1項）

3 3

タクシー 2020 4 16
彌榮自動車株式会社(法
人番号7130001019111)
代表者粂田佳幸

京都府京都市下京区中
堂寺櫛笥町1番地

山科営業セ
ンター

京都府京都市山
科区西野山階町
20番地、西野離
宮町11番地1

文書警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(駐
停車違反)が、過去一年以内に3件に達した。運転者に対する指導監督
義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条1項)

0 0

貨物 2020 4 17

Ｋ・Ｇコンテナライン株
式会社（法人番号
4110001012186） 代
表者渡邉勝広

新潟県五泉市青橋甲808 本社営業所
新潟県五泉市青
橋甲808

輸送施設の使用停止
処分（30日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項及び
同条第4項

令和元年5月17日、監査実施。3件の違反が認められた。（1）乗務時間
等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」第3条第4項）（2）１箇月の拘束時間に関する違反（安全規則第3
条第4項）（3）運転者に対する指導監督違反（安全規則第10条第1項）

6 3

貨物 2020 4 17
株式会社友枝運輸（法人
番号7110001016820）
代表者飯野茂

新潟県燕市井土巻519 本社営業所
新潟県見附市芝
野町203-2

輸送施設の使用停止
処分（10日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和元年6月20日、監査実施。1件の違反が認められた。（1）運行管理
者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条）

1 1

貨物 2020 4 17
有限会社新興運輸（法人
番号4110002023926）
代表者山岸孝博

新潟県上越市柿崎区柿
崎7026-52

上越Ｐ・Ｄ
ベース営業
所

新潟県上越市大
字黒井2598-7

輸送施設の使用停止
処分（10日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和2年1月28日、監査実施。1件の違反が認められた。（1）整備不良
車両等（道路運送車両法第41条及び第47条）

1 1

タクシー 2020 4 17

まきタクシー有限会社
（法人番号
7110002011622） 代
表者青柳大

新潟県新潟市西蒲区巻
甲4108-1

吉田営業所
新潟県燕市吉田
堤町11-7

輸送施設の使用停止
処分（50日車）

道路運送法第27条第
3項

令和元年10月1日、監査実施。3件の違反が認められた。（1）疾病、疲
労等のおそれのある乗務（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸
規則」）第21条第5項）（2）乗務員台帳記載不備（運輸規則第37条第1
項））（3）特定の運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第
38条第2項）

5 5

貨物 2020 4 20
有限会社新富運輸（法人
番号5230002011240）
代表者岡峰由起子

富山県高岡市千石町8-
11

本社営業所
富山県射水市市
島1320-1

輸送施設の使用停止
処分（50日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項及び
同条第4項

平成31年3月15日、監査実施。7件の違反が認められた。（1）乗務時間
等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）（2）乗務等の記録記載不備（安全規則第8条）
（3）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項～第2項）（4）点呼の
記録記載不備（安全規則第7条第5項）（5）運転者に対する指導監督違
反（安全規則第10条第1項）（6）特定の運転者に対する適性診断受診
義務違反（安全規則第10条第2項）（7）運行管理者の講習受講義務違
反（安全規則第23条第1項）

5 5

貨物 2020 4 20
厚狭興運有限会社（法人
番号8250002006236）
代表者西眞弘

山口県山陽小野田市大
字津布田1408-6

本社営業所
山口県山陽小野
田市大字津布田
1408-6

輸送施設の使用停止
（70日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項及び
同条第4項

平成31年4月22日及び令和元年5月27日、死亡事故を端緒として監査実
施。9件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、
（2）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項、第2項及び第3項）、
（3）点呼の記録事項義務違反（安全規則第7条第5項）、（4）運行指
示書作成義務違反（安全規則第9条の3第1項、第2項及び第3項）、
（5）運転者台帳記載事項義務違反（安全規則第9条の5第1項）、（6）
運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）、（7）運
転者に対する指導監督の記録義務違反（安全規則第10条第1項）、
（8）特定の運転者に対する特別な指導義務違反（安全規則第10条第2
項）、（9）特定の運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第
10条第2項）

7 7



貨物 2020 4 21

有限会社急便屋久島（法
人番号
4340002019629） 代
表者稲留和男

鹿児島県熊毛郡屋久島
町宮之浦1270-8

種子島営業
所

鹿児島県西之表
市西之表15166-1

輸送施設の使用停止
（70日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第8
条第1項、法第17条
第1項第1号、法第
17条第4項

令和2年1月16日、監査実施。12件の違反が認められた。(1)～(2)事業
計画(自動車車庫・配置車両数)に定めるところに従う義務違反(貨物自
動車運送事業法(以下「法」)第8条第1項)､(3)乗務時間等の基準の遵守
違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下｢安全規則｣)第3条第4項)､
(4)疾病、疲労等のおそれのある乗務(安全規則第3条第6項)､(5)点呼の
実施義務違反(安全規則第7条)､(6)点呼の記録事項義務違反(安全規則第
7条第5項)､(7)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)､(8)運転者台
帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)､(9)運転者台帳の記載事項
義務違反(安全規則第9条の5第1項)､(10)運転者に対する指導監督違反
(安全規則第10条第1項)､(11)運転者に対する指導監督の記録又は指導監
督の記録保存違反(安全規則第10条第1項)､(12)運転者に対する指導監督
の記録事項義務違反(安全規則第10条第1項)

7 7

貨物 2020 4 21
株式会社入来運送（法人
番号8340001008744）
代表者初田健

鹿児島県薩摩川内市入
来町浦之名194-1

本社営業所
鹿児島県薩摩郡
さつま町久富木
4539-1

輸送施設の使用停止
（40日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第17
条第1項第1号、法第
17条第4項

令和2年1月20日、監査実施。7件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下｢安全規則｣)
第3条第4項)､(2)疾病、疲労等のおそれのある乗務(安全規則第3条第6
項)､(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)､(4)乗務等の記録事項義務
違反(安全規則第8条)､(5)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9
条)､(6)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)､(7)運
転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)

4 4

貨物 2020 4 21

アヤカエキスプレス株式
会社（法人番号
8310002016963） 代
表者馬場邦彦

長崎県大村市富の原2-
913-1

本社営業所
長崎県大村市富
の原2-968-1

輸送施設の使用停止
（30日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第17
条第1項、法第17条
第4項

令和1年11月29日、監査実施。6件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下｢安全規則｣)
第3条第4項)､(2)乗務時間等の基準なお書き違反(安全規則第3条第4項)､
(3)運行指示書に係る（作成、指示、携行）義務違反(安全規則第9条の3
第1項)､(4)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)､
(5)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)､(6)特定運転者
に対する特別な指導監督違反(安全規則第10条第2項)

3 3

貨物 2020 4 22

札幌通運株式会社（法人
番号４４３０００１０２
００７４） 代表者柏木
稔

北海道札幌市中央区大
通西８丁目２番地６

輸送管理課
（通運）営
業所

北海道札幌市白
石区流通セン
ター５丁目１－
１０

輸送施設の使用停止
処分（３０日車）

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
９条第３項後段、法
第１７条第１項

令和元年１１月２５日、第一当事者と推定される死亡事故を引き起こ
したことを端緒として監査を実施。２件の違反が認められた。（１）
事業計画事後届出義務違反［営業所の位置の変更］（貨物自動車運送
事業法施行規則第７条第１項第３号）、（２）疾病・疲労等のおそれ
のある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第６項）

3 3

貨物 2020 4 22

有限会社旭東建材（法人
番号２４５０００２００
１７５９） 代表者中野
建吉

北海道旭川市東七条７
丁目２番１４号

本社営業所
北海道旭川市東
７条７丁目２番
１４号

輸送施設の使用停止
処分（２２０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

令和元年１１月２５日、改善報告不履行を端緒として監査を実施。６
件の違反が認められた。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７条第１項、第２項、第３
項）、（２）点呼の記録の改ざん・不実記載（安全規則第７条第５
項）、（３）乗務等の記録の改ざん・不実記載（安全規則第８条）、
（４）運行記録計による記録義務違反（安全規則第９条）、（５）運
行指示書の作成、指示又は携行義務違反（安全規則第９条の３第１項
から３項）、（６）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第１
０条第１項）

26 22

貨物 2020 4 22

有限会社三興産業（法人
番号７４３０００２０５
８７４７） 代表者三上
和宏

北海道勇払郡むかわ町
穂別４４１番地５４

本社営業所
北海道勇払郡む
かわ町穂別４４
１番地５４

輸送施設の使用停止
（６０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項、法第
１７条第３項、法第
１７条第４項

令和元年１１月２７日、公安委員会からの通知等を端緒として監査を
実施。６件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条
第４項）、（２）疾病・疲労等のおそれのある乗務（安全規則第３条
第６項）、（３）過積載運送（貨物自動車運送事業法第１７条第３
項）、（４）過積載運送防止の指導監督の怠慢（安全規則第４条）、
（５）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第１０条第１
項）、（６）特定運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第
１０条第２項）

6 6

貨物 2020 4 22

有限会社開陽総業（法人
番号８４３０００２００
４６２６） 代表者櫻田
磨彦

北海道札幌市厚別区も
みじ台北５丁目７番１
１号

石狩営業所
北海道石狩市新
港西３丁目７７
１番６

輸送施設の使用停止
（４０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
９条第１項、法第１
７条第１項、法第１
７条第４項

令和元年１１月２７日及び令和２年１月８日、その他事故、法令違
反、事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。６件の違反が認め
られた。（１）事業計画変更認可義務違反［自動車車庫の位置及び収
容能力］（貨物自動車運送事業法施行規則第２条第１項第４号）、
（２）乗務時間等の基準の遵守義務違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、（３）点呼の記録事項
義務違反（安全規則第７条第５項）、（４）運行記録計による記録義
務違反（安全規則第９条）、（５）運転者台帳の記載事項義務違反
（安全規則第９条の５第１項）、（６）特定運転者に対する特別な指
導義務違反（安全規則第１０条第２項）

16 4

貨物 2020 4 22

久保田産業株式会社（法
人番号１４６０１０１０
０３４７４） 代表者久
保田和寿

北海道河西郡中札内村
大通北３丁目４３

本社営業所
北海道河西郡中
札内村大通北３
丁目４３

輸送施設の使用停止
（３０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
９条第１項、法第１
７条第１項、法第１
７条第４項

令和２年１月２１日、貨物自動車運送適正化事業実施機関等からの情
報を端緒として監査を実施。７件の違反が認められた。（１）事業計
画変更認可義務違反［乗務員の休憩・睡眠施設の位置及び収容能力］
（貨物自動車運送事業法施行規則第２条第１項第５号）、（２）乗務
時間等の基準の遵守義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以
下「安全規則」）第３条第４項）、（３）点呼の記録義務違反（安全
規則第７条第５項）、（４）点呼の記録事項義務違反（安全規則第７
条第５項）、（５）運転者台帳の記載事項義務違反（安全規則第９条
の５第１項）、（６）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第
１０条第１項）、（７）特定運転者に対する適性診断受診義務違反
（安全規則第１０条第２項）

3 3

貨物 2020 4 22

有限会社ホクブ輸送（法
人番号
1410002010715） 代
表者小栗芳照

秋田県山本郡八峰町峰
浜沼田字ホンコ谷地51
番地の9

本社営業所

秋田県山本郡八
峰町峰浜沼田字
ホンコ谷地51番
地の9

輸送施設の使用停止
（40日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項、法第17
条第4項

令和元年9月18日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実施した
結果、4件の違反が認められた。（1）乗務時間等の基準の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4
項）、（2）乗務時間等の基準の遵守違反［一運行の勤務時間］（安全
規則第3条第4項）、（3）運行指示書の記載事項義務違反（安全規則第
9条の3第2項）、（4）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第
10条第1項）

4 4

貨物 2020 4 22

株式会社アスリートトラ
フィック（法人番号
9180001095699） 代
表者杉野雅樹

愛知県半田市岩滑東町
1-92-1

上越営業所
新潟県上越市大
字福橋1147-3

輸送施設の使用停止
処分（20日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項及び
同条第4項

令和2年2月13日、監査実施。9件の違反が認められた。（1）乗務時間
等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）（2）疾病、疲労等のおそれのある乗務（安全規則
第3条第6項）（3）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項～第2
項）（4）点呼の記録義務違反（安全規則第7条第5項）（5）点呼の記
録記載不備（安全規則第7条第5項）（6）運行指示書の作成・指示・携
行義務違反（安全規則第9条の3第1項～第3項）（7）運転者台帳の作成
義務違反（安全規則第9条の5第1項））（8）運転者台帳の記載不備(安
全規則第9条の5第1項）（9）特定の運転者に対する適性診断受診義務
違反（安全規則第10条第2項）

2 2

貨物 2020 4 22
藤田運送株式会社（法人
番号7230001012898）
代表者藤田浩幸

富山県射水市本開発808 本社営業所
富山県射水市本
開発字石田808

輸送施設の使用停止
処分（100日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項及び
同条第4項

平成30年9月21日、監査実施。6件の違反が認められた。（1）乗務時間
等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）（2）疾病、疲労等のおそれのある乗務（安全規則
第3条第6項）（3）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項～第2
項）（4）乗務等の記録記載不備（安全規則第8条）（5）運転者に対す
る指導監督違反（安全規則第10条第1項）（6）運行管理者の講習受講
義務違反（安全規則第23条第1項）

10 10



タクシー 2020 4 22

北都交通株式会社（法人
番号９４３０００１０３
３７４０） 代表者渡邊
克仁

北海道札幌市中央区大
通西６丁目１０－１１

札幌営業所
北海道札幌市中
央区北４条西１
３丁目１－５

輸送施設の使用停止
（４０日車）及び文
書警告

道道路運送法第２７
条第３項

令和２年１月１６日、第一当事者と推定される死亡事故を引き起こし
たことを端緒として監査を実施。５件の違反が認められた。（１）疾
病・疲労等のおそれのある乗務（旅客自動車運送事業運輸規則（以下
「運輸規則」）第２１条第５項）、（２）乗務員台帳の記載事項義務
違反（運輸規則第３７条第１項）、（３）運転者に対する指導監督義
務違反（運輸規則第３８条第１項）、（４）運転者に対する指導監督
の記録義務違反（運輸規則第３８条第１項）、（５）運転者に対する
特別な指導義務違反（運輸規則第３８条第２項）

4 4

タクシー 2020 4 22

華桜国際観光株式会社
（法人番号５４３０００
１０７０９２８） 代表
者馬栩楓

北海道札幌市北区北１
５条西５丁目１番７号

千歳営業所
北海道千歳市上
長都１１１９番
地５

輸送施設の使用停止
（２０日車）及び文
書警告

道路運送法（以下
「法」）第９条の３
第１項、法第２７条
第３項

令和２年１月２１日及び令和２年２月５日、その他事故、法令違反、
事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。２件の違反が認められ
た。（１）運賃料金認可、運賃料金変更認可義務違反（道路運送法第
９条の３第１項）、（２）疾病・疲労等のおそれのある乗務（旅客自
動車運送事業運輸規則第２１条第５項）

2 2

貸切バス 2020 4 22

株式会社久米観光バス
（法人番号
8260001028511）代表
者松田健

岡山県久米郡美咲町打
穴中1041－1

本社営業所
岡山県久米郡美
咲町打穴中1041
－1

輸送施設の使用停止
（230日車）及び文書
警告

道路運送法（以下
「法」）第9条の2第
1項、法第15条第3
項、法第23条第1項
及び法第27条第3項

平成31年3月20日、同年4月11日、令和元年7月18日及び同年7月26日、
継続監視の監査対象であることを端緒として監査実施。13件の違反が
認められた。(1)運賃料金事前届出・運賃料金変更事前届出違反（法第9
条の2第1項）、(2)事業計画の事前変更届出違反（事業用自動車の数）
（法第15条第3項）、(3)運送引受書の記載事項義務違反（旅客自動車
運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第7条の2第1項）、(4)申込者
に対して支払う手数料等の額を記載した書類の保存義務違反（運輸規
則第7条の2第3項）、(5)点呼の実施義務違反（運輸規則第24条第1項及
び第2項）、(6)点呼の記載事項義務違反（運輸規則第24条第5項）、(7)
乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第25条第2項）、(8)運行指示書
記載事項義務違反（運輸規則第28条の2第1項）、(9)乗務員台帳の記載
事項義務違反（運輸規則第37条第1項）、(10)運転者に対する指導監督
の記録事項義務違反（運輸規則第38条第1項）、(11)特定の運転者に対
する特別な指導義務違反（運輸規則第38条第2項）、(12)特定の運転者
に対する適正診断受診義務違反（運輸規則第38条第2項）、(13)運行管
理者の選任違反（運輸規則第47条の9第1項）

23 23

貸切バス 2020 4 22

有限会社中央ハイヤー
（法人番号１４５０００
２００９３９８） 代表
者吉本貞子

北海道富良野市西扇山
１

貸切バス営
業所

北海道富良野市
西扇山１

輸送施設の使用停止
（２６０日車）及び
文書警告

道路運送法（以下
「法」）第９条の２
第１項、道法第２７
条第３項、法第２９
条の３、法第９４条
第１項

令和元年１０月２９日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況
を端緒として監査を実施。１３件の違反が認められた。（１）運賃料
金変更事前届出義務違反（道路運送法（以下「法」）第９条の２第１
項）、（２）運送引受書の交付義務違反（旅客自動車運送事業運輸規
則（以下「運輸規則」）第７条の２第１項）、（３）点呼の記録保存
義務違反（運輸規則第２４条第５項）、（４）点呼の記録事項義務違
反（運輸規則第２４条第５項）、（５）乗務等の記録義務違反（運輸
規則第２５条第１項、第２項、第４項）、（６）運行指示書の作成、
指示又は携行義務違反（運輸規則第２８条の２第１項）、（７）乗務
員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第３７条第１項）、（８）運転
者に対する指導監督の記録違反（運輸規則第３８条第１項）、（９）
特定運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第３８条第２
項）、（１０）整備管理者の選任の未届出違反（運輸規則第４５
条）、（１１）運行管理補助者の選任解任届出義務違反（運輸規則第
６８条）、（１２）輸送の安全にかかわる情報の公表義務違反（法第
２９条の３）、（１３）報告義務違反（法第９４条第１項）

26 26

貨物 2020 4 23
株式会社安居物流（法人
番号8150001016634）
代表者安居崇智

奈良県葛城市柿本307番
地1

本社営業所
奈良県葛城市柿
本307番地1

輸送施設の使用停止
処分（20日車）

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第9
条第1項

令和元年11月20日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。5件の違
反が認められた。（1）事業計画変更認可違反（自動車車庫の位置）
（法第9条第1項）、（2）乗務時間等の告示の遵守違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（3）点呼の
実施義務違反（安全規則第7条第1項から第3項）、（4）点呼の記録事
項義務違反（安全規則第7条第5項）、（5）運転者台帳の記載事項義務
違反（安全規則第9条の5第1項）

2 2

貨物 2020 4 23
株式会社北南商事（法人
番号1130001038579）
代表者西村良信

京都府城陽市平川中道
表62-1

本社営業所
京都府京田辺市
薪里ノ内62

事業の停止（7日
間）、輸送施設の使
用停止（180日車）、
輸送の安全確保命令

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第17
条第4項

平成31年2月27日及び令和元年6月25日、前回行政処分の違反項目の改
善が見受けられなかったことを端緒に監査を実施。15件の違反が認め
られた。（1）事業計画変更認可違反（営業所の位置）（法第9条第1
項）、（2）事業計画変更認可違反（自動車車庫の位置）（法第9条第1
項）、（3）事業計画変更認可違反（休憩・睡眠施設の位置）（法第9
条第1項）、（4）事業計画変更事前届出違反（各営業所に配置する事
業用自動車の種別ごとの数違反）（法第9条第3項）、（5）健康状態の
把握義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第6項）、（6）点呼の記録義務違反（安全規則第7条第5
項）、（7）乗務等の記録義務違反（安全規則第8条）、（8）運行記録
計による記録義務違反（安全規則第9条）、（9）運転者台帳の作成義
務違反（安全規則第9条の5第1項）、（10）運転者に対する指導監督の
記録違反（安全規則第10条第1項）、（11）定期点検整備の実施違反
（3ヶ月点検）（安全規則第13条、道路運送車両法第48条）、（12）整
備管理者の研修受講義務違反（安全規則第15条）、（13）運行管理者
の講習受講義務違反（安全規則第23条第1項）、（14）社会保険等加入
義務違反（法第25条第2項）、（15）報告義務違反（法第60条第1項）
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貸切バス 2020 4 23 陶山由郎
島根県雲南市木次町字
谷1006

加茂営業所
島根県雲南市加
茂町南加茂877番
地11

文書警告（処分日車
数20日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

道路運送法第27条第
3項

令和元年12月3日及び令和2年4月16日、継続監視の監査対象であること
を端緒として監査実施。4件の違反が認められた。(1)運送引受書の記載
事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第7
条の2第1項）、(2)運行指示書記載事項義務違反（運輸規則第28条の2
第1項）、(3)乗務員台帳の作成義務違反（運輸規則第37条第1項）、(4)
乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条第1項）

5 2

貸切バス 2020 4 23
有限会社松浦観光（法人
番号8310002019842）
代表者今里洋子

長崎県松浦市志佐町栢
木免1744-8

本社営業所
長崎県松浦市志
佐町栢木免1744-
8

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和1年10月8日、監査実施。6件の違反が認められた。(1)点呼の記録
事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第
24条第5項）､(2)乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第25条）､(3)運
行記録計による記録義務違反（運輸規則第26条第1項）､(4)乗務員台帳
の記載事項義務違反（運輸規則第37条第1項）､(5)運転者に対する指導
監督違反（運輸規則第38条第1項）､(6)特定運転者に対する特別な指導
監督違反（運輸規則第38条第2項）

5 5

貨物 2020 4 24
有限会社孝明物流（法人
番号9230002012532）
代表者南塚孝明

富山県高岡市福岡町大
滝227-1

本社営業所
富山県高岡市福
岡町大滝227-1

輸送施設の使用停止
処分（120日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項及び
同条第4項

令和元年10月17日、監査実施。6件の違反が認められた。（1）乗務時
間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全
規則」）第3条第4項）（2）１箇月の拘束時間に関する違反（安全規則
第3条第4項）（3）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項～第2
項）（4）アルコール検知器の常時有効保持義務違反（安全規則第7条
第4項）（5）点呼の記録不実記載（安全規則第7条第5項）（6）運行記
録計による記録の保存（安全規則第9条）

12 12



貨物 2020 4 24
株式会社中田運輸（法人
番号4120001163004）
代表者中田浩一

大阪府大阪市大正区南
恩加島6丁目17番4号

本社営業所
大阪府大阪市大
正区南恩加島4丁
目2番21号

輸送施設の使用停止
処分（140日車）

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第17
条第4項

令和元年9月10日及び同年11月15日、法令違反の疑いがあることを端緒
に監査を実施。13件の違反が認められた。（1）事業計画変更事前届出
違反（各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数違反）（法第9
条第3項）、（2）健康状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則（以下「安全規則」）第3条第6項）、（3）点呼の実施義務違
反（安全規則第7条第1項から第3項）、（4）点呼の記録事項義務違反
（安全規則第7条第5項）、（5）乗務等の記録事項義務違反（安全規則
第8条）、（6）運行記録計による記録義務違反（安全規則第9条）、
（7）運転者台帳の記載事項義務違反（安全規則第9条の5第1項）、
（8）運転者に対する指導監督違反（安全規則第10条第1項）、（9）運
転者に対する指導監督の記録違反（安全規則第10条第1項）、（10）初
任運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）、
（11）定期点検整備の実施違反（3ヶ月点検）（安全規則第13条、道路
運送車両法第48条）、（12）整備管理者の研修受講義務違反（安全規
則第15条）、（13）運行管理者の講習受講義務違反（安全規則第23条
第1項）

14 14

タクシー 2020 4 24

さくらタクシー株式会社
(法人番号
7130001037575) 代表者
浜崎健司

京都府向日市物集女町
クヅ子15

本社
京都府向日市物
集女町クヅ子15

文書警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(駐
停車違反)が、過去一年以内に3件に達した。運転者に対する指導監督
義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第38条1項）

0 0

タクシー 2020 4 24

大阪大同交通株式会社
(法人番号
5120001161709) 代表者
隠岐公史

大阪府大阪市平野区加
美北1丁目8番12号

生野
大阪府大阪市生
野区巽東1丁目2
番4号

輸送施設の使用停止
処分（96日車）

道路運送法(以下
「法」)第13条

令和元年11月27日、苦情を端緒として調査を実施。1件の違反が認めら
れた。運送引受義務違反(法第13条)

15 10

タクシー 2020 4 24 石 百謨 大阪府大阪市天王寺区 ー
大阪府大阪市天
王寺区

輸送施設の使用停止
処分（48日車）

道路運送法(以下
「法」)第13条

令和元年12月2日及び同年12月26日、苦情を端緒として調査を実施。1
件の違反が認められた。運送引受義務違反(法第13条)

5 5

貨物 2020 4 27
中越通運株式会社（法人
番号7110001003298）
代表者中山和郎

新潟県新潟市中央区日
の出3-4-15

下越ＡＬＣ
営業所

新潟県新潟市北
区笹山東151

輸送施設の使用停止
処分（10日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項

令和元年12月24日、監査実施。2件の違反が認められた。（1）乗務時
間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全
規則」）第3条第4項）（2）整備不良車両等（道路運送車両法第41条及
び第47条）

1 1

貨物 2020 4 27

大阪星友運輸株式会社
（法人番号
3120001157213） 代
表者石田信行

大阪府門真市四宮3丁目
2番33号

本社営業所
大阪府門真市四
宮3丁目2番33号

輸送施設の使用停止
処分（100日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項

令和元年11月26日及び同年12月20日、公安委員会からの通報を端緒に
監査を実施。7件の違反が認められた。（1）乗務時間等の告示の遵守
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第
4項）、（2）健康状態の把握義務違反（安全規則第3条第6項）、（3）
点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項から第3項）、（4）点呼の
記録事項義務違反（安全規則第7条第5項）、（5）乗務等の記録事項義
務違反（安全規則第8条）、（6）運行記録計による記録義務違反（安
全規則第9条）、（7）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（安
全規則第10条第2項）

10 10

貨物 2020 4 27
株式会社西商運輸（法人
番号3500001007437)
代表者西田睦

愛媛県東温市南方2124-
38

本社営業所
愛媛県東温市南
方2124-38

事業の停止（7日
間）、輸送施設の使
用停止処分（370日
車）、文書警告

貨物自動車運送事業
法第9条第1項、第
17条第1項、第4
項、第24条、第24
条の3、道路運送法
第95条

令和元年5月9日及び同年5月10日、公安委員会からの通報を端緒として
監査を実施したところ、18件の違反が確認された。(1)営業所の位置
（運輸局長指定区域外）について認可を受けていなかったこと（貨物
自動車運送事業法施行規則（以下「施行規則」）第2条第1項第2号）、
(2)自動車車庫の位置及び収容能力に係る事業計画変更認可を受けてい
なかったこと（施行規則第2条第1項第4号）、(3)運転者の過労防止に
関する措置が不適切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度
を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた
者があったこと（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）、(4)酒気を帯びた状態にある乗務員を事業用自動
車に乗務させたこと（安全規則第3条第5項）、(5)運転者の健康状態の
把握が確実になされていなかったこと（安全規則第3条第6項）、(6)運
転者に対する点呼が確実になされていなかったこと（安全規則第7条第
1項、第2項、第3項）、(7)運転者に対する点呼の実施結果の記録内容
が不適切であったこと（安全規則第7条第5項）、(8)運転者に対する点
呼の記録の保存が確実になされていなかったこと（安全規則第7条第5
項）、(9)運転者の乗務について定められた事項の記録が確実になされ
ていなかったこと（安全規則第8条）、(10)運転者の乗務について定め
られた事項の記録が不適切であったこと（安全規則第8条）、(11)運行
記録計による記録が確実になされていなかったこと（安全規則第9
条）、(12)運行指示書を作成していなかったこと（安全規則第9条の3
第1項、第2項、第3項）、(13)運転者台帳の作成が確実になされていな

50 37

貸切バス 2020 4 27

相互第一交通株式会社
（法人番号
5100001013416） 代
表者上條良民

長野県松本市筑摩4-12-
6

本社営業所
長野県松本市筑
摩4-12-6

輸送施設の使用停止
（70日車）

道路運送法第15条第
3項（以下
「法」）、法第20
条、法第27条第3項

令和元年11月7日、監査実施。6件の違反が認められた。（1）事業計画
変更事前届出違反（法第15条第3項）（2）区域外運送（法第20条）
（3）運送引受書の記載不備（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運
輸規則」）第7条の2第1項）（4）乗務等の記録記載不備（運輸規則第
25条第2項）（5）運行指示書の記載不備（運輸規則第28条の2第1項）
（6）運行管理補助者の選任解任届出違反（運輸規則第68条）

7 7

貨物 2020 4 28

龍野運輸商事有限会社
（法人番号
3140002031927） 代
表者三木裕

兵庫県たつの市揖西町
小神600

本社営業所
兵庫県たつの市
揖西町小神600

輸送施設の使用停止
処分（70日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項

令和元年11月29日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。8件の違
反が認められた。（1）乗務時間等の告示の遵守違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）健康状態
の把握義務違反（安全規則第3条第6項）、（3）点呼の実施義務違反
（安全規則第7条第1項から第3項）、（4）点呼の記録事項義務違反
（安全規則第7条第5項）、（5）乗務等の記録事項義務違反（安全規則
第8条）、（6）運転者台帳の記載事項義務違反（安全規則第9条の5第1
項）、（7）運転者に対する指導監督違反（安全規則第10条第1項）、
（8）初任運転者及び高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（安全
規則第10条第2項）

7 7

貨物 2020 4 28

大虎運輸東京 株式会社
（法人番号
2030001057761） 代
表者梶本 幸司

埼玉県鶴ヶ島市藤金１
９６－２

本社
埼玉県鶴ヶ島市
藤金１９６－２

事業の停止（30日
間）、輸送施設の使
用停止処分（40日
車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和元年6月26日及び令
和2年1月14日、監査を実施。8件の違反が認められた。(1）乗務時間等
告示の遵守違反（安全規則第3条第4項）、(2)乗務時間等告示なお書き
の遵守違反（安全規則第3条第4項）、(3)点呼の実施義務違反（安全規
則第7条第1～3項）、(4)点呼の記録義務違反（安全規則第7条第5
項）、(5)運行指示書の作成義務違反（安全規則第9条の3第1項～3
項）、(6) 運行指示書の記載事項義務違反（安全規則第9条の3第1項
～3項）、(7)運転者に対する指導監督違反（安全規則第10条第1項）、
（8）運行管理者に対する指導及び監督違反（安全規則第22条）

54 34

貨物 2020 4 28

大虎運輸東京 株式会社
（法人番号
2030001057761） 代
表者梶本 幸司

埼玉県鶴ヶ島市藤金１
９６－２

神奈川
神奈川県厚木市
飯山２３８５－
６

事業の停止（3日
間）、輸送施設の使
用停止処分（38日
車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第5項

労働局からの通報を端緒として、平成３１年２月２６日、監査を実
施。８件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反（安全規
則第3条第4項）、(2)乗務時間等告示なお書きの遵守違反（安全規則第
3条第4項）、(3)点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1～3項）、(4)
点呼の記録の改ざん・不実記載違反（安全規則第7条第5項）、(5)乗務
等の記録義務違反（安全規則第8条）、(6)運行記録計による記録義務違
反（安全規則第9条）、(7) 運転者に対する指導監督違反（安全規則第
10条第1項）、(8)運行管理者の講習受講義務違反（安全規則第23条第1
項）

54 14



貨物 2020 4 28

大虎運輸東京 株式会社
（法人番号
2030001057761） 代
表者梶本 幸司

埼玉県鶴ヶ島市藤金１
９６－２

茨城
茨城県土浦市大
畑字風谷１６３
０－１

事業の停止（3日
間）、輸送施設の使
用停止処分（45日
車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和元年7月3日、10月
16日、11月16日及び令和2年1月14日、監査を実施。6件の違反が認め
られた。(1)乗務時間等告示の遵守違反（安全規則第3条第4項）、(2)点
呼の実施義務違反等（安全規則第7条第1～3項）、(3)乗務等の記録記
載事項違反（安全規則第8条）、(4)運行指示書の作成義務違反（安全規
則第9条の3第1項～3項）、(5)運転者に対する指導監督違反等（安全規
則第10条第1項）、(6)運行管理者に対する指導及び監督違反（安全規
則第22条）

54 6

タクシー 2020 4 28
永田タクシー（永田清
二）

福井県福井市高木中央
永田タク
シー

福井県福井市高
木中央

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和2年2月4日、重傷事故を引き起こしたことを端緒として、監査を実
施。3件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅
客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)､(2)特定の運転者に対する指導
義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)､(3)特定の運転者
に対する運転適性診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2
項)

0 0

貨物 2020 5 1

山富自動車有限会社（法
人番号
9070002012549） 代
表者山澤富夫

群馬県高崎市倉賀野町
2460-7

新潟営業所
新潟県新潟市江
南区曙町3-12-7

輸送施設の使用停止
処分（10日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和元年7月12日、監査実施。1件の違反が認められた。（1）整備不良
車両等（道路運送車両法第41条及び第47条）

4 4

貨物 2020 5 1
有限会社青井運送（法人
番号9330002029921）
代表者田上明仁

熊本県人吉市灰久保町
18-2

本社営業所
熊本県人吉市蟹
作町字東中通300

輸送施設の使用停止
(20日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
8条第1項、第17条
第1項、法第17条第
4項

令和2年1月21日、監査実施。12件の違反が認められた。(1)事業計画
(自動車車庫)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法第8
条第1項)、(2)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安
全規則（以下「安全規則」）第3条第4項)、(3)点呼の実施義務違反(安
全規則第7条)、(4)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(5)
乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(6)事故の記録事項義務違
反(安全規則第9条の2)、(7)運行指示書の記載事項義務違反(安全規則第
9条の3第1項)、(8)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第
1項)、(9)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(10)運
転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1項)、
(11)特定運転者に対する特別な指導監督違反(安全規則第10条第2項)、
(12)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)

2 2

乗合バス 2020 5 1

南九州観光バス有限会社
（法人番号
5340002009488） 代
表者鶴田正一

鹿児島県鹿児島市中山
町字中田1042-1

本社営業所
鹿児島県鹿児島
市中山町1042-1

輸送施設の使用停止
(40日車)及び文書警
告

道路運送法（以下｢
法｣）第13条、法第
16条第1項、法第27
条第3項

令和2年2月20日、監査実施。4件の違反が認められた。(1)運送引受義
務違反（道路運送法（以下｢法」）第13条）、(2)事業計画及び運行計
画に定める業務の確保違反（法第16条第1項）、(3)点呼の記録事項義
務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第24条第5
項）、(4)運転者に対する指導監督違反（運輸規則第38条第1項）

4 4

貨物 2020 5 7
有限会社鈴木建材(法人
番号1080002014106) 代
表者鈴木幸雄

静岡県島田市金谷東一
丁目662番地の34

本社営業所
静岡県島田市牛
尾867番地の1

文書警告
貨物自動車運送事業
法第24条の4

令和元年10月25日､監査方針に基づき､監査を実施｡1件の違反が認めら
れた｡(1)社会保険等未加入(貨物自動車運送事業法第24条の4)

0 0

貨物 2020 5 8
株式会社アサヒ（法人番
号1120001169012）
代表者松下幸二

大阪府門真市桑才新町
30-13

本社営業所
大阪府門真市桑
才新町30-13

輸送施設の使用停止
処分（120日車）

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第17
条第4項

令和元年11月6日及び同年11月21日、関係機関からの情報を端緒に監査
を実施。10件の違反が認められた。（1）健康状態の把握義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第6項）、
（2）点呼の実施不適切（安全規則第7条第1項及び第2項）、（3）点呼
の記録義務違反（安全規則第7条第5項）、（4）乗務等の記録事項義務
違反（安全規則第8条）、（5）運転者台帳の記載事項義務違反（安全
規則第9条の5第1項）、（6）定期点検整備の実施違反（3ヶ月点検）
（安全規則第13条、道路運送車両法第48条）、（7）整備管理者の研修
受講義務違反（安全規則第15条）、（8）運行管理者の講習受講義務違
反（安全規則第23条第1項）、（9）運行管理者補助者の要件違反（安
全規則第18条第3項）、（10）報告義務違反（法第60条第1項）

12 12

貨物 2020 5 8

株式会社ファーストライ
ン（法人番号
3130001041531） 代
表者早川雅也

京都府福知山市三和町
芦渕347番

大阪営業所
大阪府八尾市泉
町1丁目125-1

輸送施設の使用停止
処分（60日車）

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第9
条第1項

令和元年10月7日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。6件の
違反が認められた。（1）事業計画変更認可違反（自動車車庫の位置）
（法第9条第1項）、（2）乗務時間等の告示の遵守違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（3）点呼の
実施義務違反（安全規則第7条第1項から第3項）、（4）点呼の記録事
項義務違反（安全規則第7条第5項）、（5）運転者に対する指導監督違
反（安全規則第10条第1項）、（6）定期点検整備の実施違反（3ヶ月点
検）（安全規則第13条、道路運送車両法第48条）

6 6

貨物 2020 5 11
松源運輸株式会社（法人
番号6230001001258）
代表者瀧野修司

富山県富山市西二俣
111-1

本社営業所
富山県富山市西
二俣111-1

輸送施設の使用停止
処分（60日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和元年12月5日、監査実施。4件の違反が認められた。（1）アルコー
ル検知器の常時有効保持義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
（以下「安全規則」）第7条第4項）（2）点呼の記録義務違反（安全規
則第7条第5項）（3））乗務等の記録記載不備（安全規則第8条）（4）
運行記録計による記録義務違反（安全規則第9条）

6 6

貨物 2020 5 11
株式会社大志商運（法人
番号4130001023520）
代表者赤木季之

京都府京都市西京区大
原野灰方町281-35

伏見営業所
京都市伏見区横
大路柿ノ本町1-3

輸送施設の使用停止
処分（10日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和元年9月30日、同年10月17日、同年11月6日及び同年11月21日、法
令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。2件の違反が認められ
た。（1）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則（以下「安全規則」）第8条）、（2）初任運転者及び高齢運転者に
対する適性診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）

1 1

タクシー 2020 5 11

加賀タクシー株式会社
（法人番号
2220001011864） 代
表者古泉幸一

石川県小松市問屋町59-
1

本社営業所
石川県小松市問
屋町59-1

輸送施設の使用停止
処分（90日車）

道路運送法第27条第
3項

令和元年12月17日、監査実施。8件の違反が認められた。（1）乗務時
間等告示の遵守違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規
則」）第21条第1項）（2）１箇月の拘束時間に関する違反（運輸規則
第21条第1項）（3）疾病、疲労等のおそれのある乗務（運輸規則第21
条第5項）（4）点呼の実施義務違反（運輸規則第24条第1項及び第2
項）（5）点呼の記録記載不備（運輸規則第24条第5項）（6）乗務員台
帳の作成義務違反（運輸規則第37条第1項）（7）乗務員台帳の記載不
備（運輸規則第37条第1項）（8）特定の運転者に対する適性診断受診
義務違反（運輸規則第38条第2項）

9 9

貸切バス 2020 5 11

有限会社ステージトラベ
ル（法人番号１３８００
０２０２４３７１） 代
表者坂本英光

福島県いわき市鹿島町
久保１丁目5番地の14

本社営業所
福島県いわき市
勿来町白米林ノ
中3

輸送施設の使用停止
（140日車）及び文書
警告

道路運送法（以下
「法」）第9条の2第
1項、法第27条第3
項

令和元年6月28日及び7月8日、監査方針を端緒として監査を実施した結
果、6件の違反が認められた。（1）運賃料金事前届出違反（道路運送
法第9条の2第1項）、（2）点呼の実施義務違反（旅客自動車運送事業
運輸規則（以下「運輸規則」）第24条第1項、第2項）、（3）点呼の記
録事項義務違反（運輸規則第24条第5項）、（4）乗務員台帳の作成義
務違反（運輸規則第37条第1項）、（5）運転者に対する指導監督義務
違反（運輸規則第38条第1項）、（6）運転者に対する指導監督の記録
違反（運輸規則第38条第1項）

14 14

貨物 2020 5 12
有限会社東伸産業（法人
番号8410002002697）
代表者佐々木博之

秋田県秋田市御所野元
町5丁目8番6号

本社営業所
秋田県秋田市雄
和田草川字太田
22-1

輸送施設の使用停止
（20日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項、法第17条
第4項

令和元年7月29日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として監査を実
施した結果、4件の違反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第3条第4
項）、（2）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第3項）、（3）運行
指示書の記載事項義務違反（安全規則第9条の3第2項）、（4）運転者
に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）

2 2



貨物 2020 5 12
芝田運輸株式会社（法人
番号7260001003317 ）
代表者芝田堅志

岡山県岡山市南区福島3
－14－13

本社営業所
岡山県岡山市南
区福島八ノ坪3－
14－13

輸送施設の使用停止
（40日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項及び
同条第4項

令和元年6月20日及び同年8月19日、死亡事故を端緒として監査実施。
10件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）疾
病、疲労等のおそれのある乗務（安全規則第3条第6項）（3）点呼の実
施義務違反（安全規則第7条第1項、第2項及び第3項）、（4）点呼の記
録事項義務違反（安全規則第7条第5項）、（5）運転者台帳記載事項義
務違反（安全規則第9条の5第1項）、(6）運転者に対する指導監督義務
違反（安全規則第10条第1項）、（7）運転者に対する指導監督の記録
義務違反（安全規則第10条第1項）、（8）特定の運転者に対する特別
な指導義務違反（安全規則第10条第2項）、（9）特定の運転者に対す
る適性診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）、（10）運行管理者
の講習受講義務違反（安全規則第23条第1項）

4 4

乗合バス 2020 5 12
高槻市(法人番号
4000020272078 ) 代表
者西岡博史

大阪府高槻市桃園町2番
地1号

芝生営業所
大阪府高槻市芝
生町4丁目3番地1
号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年3月30日、事業者の報告に基づき調査を実施。1件の違反が認め
られた。一般準則(職務遂行の指導、措置)違反(旅客自動車運送事業運
輸規則第2条第3項)

0 0

タクシー 2020 5 13

高田合同自動車株式会社
（法人番号
2110001019175） 代
表者植木信光

新潟県上越市高土町1-
10-22

本社営業所
新潟県上越市高
土町1-10-22

輸送施設の使用停止
処分（10日車）

道路運送法第27条第
3項

令和元年11月27日、監査実施。1件の違反が認められた。（1）特定の
運転者に対する適性診断受診義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則
第38条第2項）

1 1

貨物 2020 5 14
岸運輸株式会社（法人番
号2120101033595）
代表者岸聡也

大阪府河内長野市石仏
284

本社営業所
大阪府河内長野
市石仏284

輸送施設の使用停止
処分（40日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項

令和元年11月21日、死亡事故を引き起こしたことを端緒に監査を実
施。4件の違反が認められた。（1）乗務時間等の告示の遵守違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、
（2）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項から第3項）、（3）点
呼の記録事項義務違反（安全規則第7条第5項）、（4）初任運転者に対
する適性診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）

4 4

貨物 2020 5 14

株式会社エスアイ物流
（法人番号
1120001170812） 代
表者井上竜一

大阪府大阪市西成区南
津守2丁目2番61号

奈良営業所
奈良県大和郡山
市南井町78番地2

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和2年4月16日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。1件の違反
が認められた。（1）点呼の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条第5項）

0 0

貨物 2020 5 21
落合運送有限会社(法人
番号6190002000321) 代
表者落合昭男

三重県津市一身田大古
曽748番地の3

本社営業所
三重県津市一身
田大古曽字雁田
748-3

輸送施設の使用停止
(60日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和元年10月23日､重傷事故を引き起こしたことを端緒として､監査を
実施｡10件の違反が認められた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車
運送事業法施行規則第2条第1項第4号)､(2)事業計画の変更認可違反(貨
物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)､(3)乗務時間等基準告示
の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(4)点呼の実
施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､
(5)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5
項)､(6)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
8条)､(7)運転者台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第9条の5第1項)､(8)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条の5第1項)､(9)運転者に対する指導監督義務違反(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(10)輸送の安全にかかわ
る情報の公表義務違反(貨物自動車運送事業法第24条の3)

6 6

貨物 2020 5 21
大城運輸有限会社(法人
番号9180002000286)
代表者各務秀行

愛知県名古屋市守山区
大字中志段味字吉田洞
2911番地329

本社営業所

愛知県名古屋市
守山区大字中志
段味字吉田洞
2911-329

輸送施設の使用停止
（50日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和元年10月15日、監査方針に基づき、監査を実施。5件の違反が認め
られた。(1)事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法施行規則
第2条第1項第4号）、(2)点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条第1項及び第2項）、(3)点呼の記録記載事項不備（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）、(4)乗務等の記録記載事
項不備（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条）、(5)運行記録計によ
る記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）

5 5

貨物 2020 5 21
有限会社渋江商店（法人
番号3180002089763）
代表者渋江恵子

愛知県海部郡蟹江町西
之森9丁目326番地

本社営業所
愛知県海部郡蟹
江町上川田1丁目
15番地4

輸送施設の使用停止
(30日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和元年10月24日､監査方針に基づき､監査を実施｡3件の違反が認めら
れた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条第4項)､(2)運転者の1箇月の拘束時間及び休日労働の限度違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(3)乗務等の記録記載事
項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)

3 3

貨物 2020 5 21
井川建材株式会社（法人
番号3200001000315)
代表者井川一芳

岐阜県岐阜市上尻毛日
吉1-1

本社営業所
岐阜県岐阜市上
尻毛日吉1-1

輸送施設の使用停止
処分(40日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和元年10月4日､関係機関からの情報を端緒として監査を実施｡3件の
違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)特定の運転者に対する指導義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(3)特定の運転者に対
する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項)

4 4

貨物 2020 5 21
大利運輸株式会社（法人
番号8120101042954)
代表者松井宣貴

大阪府泉大津市新港町1
番39号

武豊営業所
愛知県知多郡武
豊町1号地3-9

輸送施設の使用停止
処分(10日車)

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

令和元年10月16日､監査方針に基づき､監査を実施｡1件の違反が認めら
れた｡(1)過積載運行禁止違反(貨物自動車運送事業法第17条第3項)

1 1

貨物 2020 5 21

株式会社京滋重量サービ
ス（法人番号
4130001008141） 代
表者鶴田厚男

京都府京都市西京区大
原野石見町162

本社営業所

京都府京都市西
京区大原野石見
町110番地1、110
番地2

輸送施設の使用停止
処分（10日車）

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第9
条第3項

令和元年11月7日及び同年11月25日、関係機関からの情報を端緒に監査
を実施。3件の違反が認められた。（1）事業計画変更認可違反（休
憩・睡眠施設の位置）（法第9条第1項）、（2）事業計画変更事後届出
違反（営業所又は荷扱所の名称、位置）（法第9条第3項後段）、（3）
運行記録計による記録義務違反（安全規則第9条）

1 1

タクシー 2020 5 21

合同会社都島自動車商会
(法人番号
6120003007603) 代表
者高士修

大阪府守口市京阪本通1
丁目10番36号

旭
大阪府大阪市旭
区大宮4丁目24番
12号

輸送施設の使用停止
処分（48日車）

道路運送法(以下
「法」)第13条

令和元年12月20日、苦情を端緒として調査を実施。1件の違反が認めら
れた。運送引受義務違反(法第13条)

10 5

タクシー 2020 5 21

梅田交通第二株式会社
(法人番号
3120001093631) 代表
者古知愛一郎

大阪府大阪市北区西天
満6丁目6番13号

本社
大阪府豊中市原
田南2丁目7番1号

輸送施設の使用停止
処分（48日車）

道路運送法(以下
「法」)第13条

令和元年12月11日、苦情を端緒として調査を実施。1件の違反が認めら
れた。運送引受義務違反(法第13条)

5 5

タクシー 2020 5 21
ヤマト交通株式会社(法
人番号8120001019144)
代表者坂東義雄

大阪府大阪市生野区林
寺4丁目7番15号

本社
大阪府大阪市生
野区林寺4丁目7
番15号

輸送施設の使用停止
処分（10日車）

道路運送法第27条第
3項

令和元年11月19日、公安委員会からの通報を端緒として監査を実施。4
件の違反が認められた。(1)疾病、疲労等のおそれのある乗務(旅客自動
車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第5項)、(2)点呼の記録
義務違反【記録事項の不備】(運輸規則第24条第5項)、(3)「旅客自動車
運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指
針」(以下「運転者に対する指導監督告示」)による運転者に対する指導
監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(4)運転者に対する指導監督告示
による運転者に対する特別な指導及び適性診断受診義務違反(運輸規則
第38条第2項)

1 1

貨物 2020 5 22
北冷輸送株式会社（法人
番号9430001033063）
代表者馬場詔子

北海道石狩市新港西1-
766-2

大阪営業所

大阪府大阪市住
之江区南港北2丁
目1-10 5階 K-
1

輸送施設の使用停止
処分（20日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項

令和元年12月3日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。4件の
違反が認められた。（1）乗務時間等の告示の遵守違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）点呼の
実施義務違反（安全規則第7条第1項から第3項）、（3）乗務等の記録
事項義務違反（安全規則第8条）、（4）運行指示書の作成義務違反
（安全規則第9条の3第1項から第3項）

2 2



タクシー 2020 5 22
エフアイ株式会社(法人
番号5120001210432)
代表者範広明

大阪府大阪市大正区南
恩加島2丁目8番32号

本社
大阪府大阪市大
正区南恩加島2丁
目8番32号

輸送施設の使用停止
処分（80日車）

道路運送法(以下
「法」)第20条

令和元年11月21日及び同年12月5日、新規許可を端緒として監査を実
施。7件の違反が認められた。(1)営業区域外旅客運送【反復・計画的な
ものと認められるもの】(法第20条)、(2)疲労、疾病等のおそれのある
乗務(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第5項)、
(3)点呼の実施義務違反【未実施】(運輸規則第24条第1項、第2項)、(4)
点呼の実施義務違反【不適切】(運輸規則第24条第1項、第2項)、(5)点
呼の記録義務違反【記載事項の不備】(運輸規則第24条第5項)、(6)乗務
等の記録義務違反【記載事項の不備】(運輸規則第25条第3項、第4
項)、(7)乗務員台帳の作成、備付け義務違反【記載事項等の不備】(運
輸規則第37条第1項)

8 8

貨物 2020 5 25
興生運輸株式会社（法人
番号5120001026300）
代表者福下勝良

大阪府大阪市此花区梅
町2-2-20

本社営業所
大阪府大阪市此
花区梅町2-2-20

輸送施設の使用停止
処分（90日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和元年10月10日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。8件の
違反が認められた。（1）乗務時間等の告示の遵守違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）点呼の
実施義務違反（安全規則第7条第1項から第3項）、（3）点呼の記録事
項義務違反（安全規則第7条第5項）、（4）点呼記録の改ざん・不実記
載（安全規則第7条第5項）、（5）乗務等の記録事項義務違反（安全規
則第8条）、（6）運転者台帳の記載事項義務違反（安全規則第9条の5
第1項）、（7）運転者に対する指導監督違反（安全規則第10条第1
項）、（8）運転者に対する指導監督の記録事項義務違反（安全規則第
10条第1項）

9 9

乗合バス 2020 5 25

神戸フェリーバス株式会
社(法人番号
3140001002879) 代表
者山神正義

兵庫県神戸市中央区港
島9丁目1番地

本社
兵庫県神戸市中
央区港島9丁目1
番地

輸送施設の使用停止
処分(60日車)

道路運送法(以下
「法」)第27条第3項

令和元年12月5日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。4件の違
反が認められた。(1)事業計画の事前変更届出違反【各営業所に配置す
る事業用自動車の数等】(法第15条第3項)、(2)点呼の記録義務違反【記
載事項の不備】(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24
条第5項)、(3)乗務員台帳の作成、備付け義務違反【記載事項等の不
備】(運輸規則第37条第1項)、(4)無車検運行(運輸規則第45条)

6 6

貸切バス 2020 5 25

東神観光バス株式会社
（法人番号
8180301007990) 代表
者齋藤雅宣

愛知県豊橋市大脇町字
大脇ﾉ谷74番地88

浜松営業所
静岡県湖西市白
須賀6287番地

輸送施設の使用停止
（70日車）及び文書
警告

旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第5
項

令和元年11月19日､監査方針に基づき監査を実施｡4件の違反が認められ
た｡(1)健康診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第5項)､(2)
点呼の実施義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第2項)､(3)乗
務員台帳の作成､備付義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第37条第1
項)､(4)乗務員台帳の記載事項等不備(旅客自動車運送事業運輸規則第37
条第1項)

7 7

貸切バス 2020 5 25

神戸フェリーバス株式会
社(法人番号
3140001002879) 代表者
山神正義

兵庫県神戸市中央区港
島9丁目1番地

本社
兵庫県神戸市中
央区港島9丁目1
番地

輸送施設の使用停止
処分（70日車）

道路運送法(以下
「法」)第27条第3項

令和元年12月5日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。5件の違
反が認められた。(1)事業計画の事前変更届出違反【各営業所に配置す
る事業用自動車の数】(法第15条第3項)、(2)運送引受書の交付義務違反
【記載事項の不備】(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)
第7条の2第1項）、(3)乗務等の記録義務違反【記録事項の不備】(運輸
規則第25条第1項、第2項、第4項)、(4)乗務員台帳の作成、備付け義務
違反【記載事項等の不備】(運輸規則第37条第1項)、(5)無車検運行(運
輸規則第45条)

7 7

貨物 2020 5 26
大野運送株式会社（法人
番号6140001055362）
代表者大野和秋

大阪府大阪市西淀川区
出来島2丁目7番22号-
101号室

本社営業所
大阪府大阪市西
淀川区出来島2丁
目7番22-101号

輸送施設の使用停止
処分（30日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和元年7月23日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。6件の違
反が認められた。（1）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則（以下「安全規則」）第7条第1項から第3項）、（2）点呼の
記録事項義務違反（安全規則第7条第5項）、（3）乗務等の記録事項義
務違反（安全規則第8条）、（4）初任運転者に対する適性診断受診義
務違反（安全規則第10条第2項）、（5）定期点検整備の実施違反（3ヶ
月点検）（安全規則第13条、道路運送車両法第48条）、（6）整備管理
者の研修受講義務違反（安全規則第15条）

3 3

貨物 2020 5 26

エクストライン株式会社
（法人番号
6120001168397） 代
表者龍﨑広隆

大阪府大阪市住之江区
新北島5丁目1番14号

本社営業所
大阪府大阪市住
之江区新北島5-
1-14-2

輸送施設の使用停止
処分（110日車）

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第17
条第1項

令和元年10月31日及び同年12月19日、法令違反の疑いがあることを端
緒に監査を実施。9件の違反が認められた。（1）事業計画変更認可違
反（休憩・睡眠施設の位置）（法第9条第1項）、（2）事業計画変更事
前届出違反（各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数違反）
（法第9条第3項前段）、（3）事業計画変更事後届出違反（営業所又は
荷扱所の名称、位置）（法第9条第3項後段）、（4）乗務時間等の告示
の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）
第3条第4項）、（5）乗務時間等告示なお書きの遵守違反（一運行の勤
務時間）（安全規則第3条第4項）、（6）健康状態の把握義務違反（安
全規則第3条第6項）、（7）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項
から第3項）、（8）運行指示書の作成義務違反（安全規則第9条の3第1
項から第3項）、（9）運転者台帳の記載事項義務違反（安全規則第9条
の5第1項）

11 11

タクシー 2020 5 26

さくらタクシー株式会社
（法人番号
7130001037575) 代表
者浜崎健司

京都府向日市物集女町
クヅ子15

山科
京都府京都市山
科区東野森野町
13-10

文書警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数（駐
停車違反）が、過去一年以内に3件に達した。「旅客自動車運送事業者
が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運
転者に対する指導監督義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第38条1
項）

1 0

貸切バス 2020 5 26

ネクストロード株式会社
（法人番号
9030001110126） 代
表者 鈴木淳二

埼玉県入間郡毛呂山町
大字市場69-1

本社営業所
埼玉県入間郡毛
呂山町大字市場
69-1

文書警告（処分日車
数20日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和元年10月8日、定期的な監査を実施。5件の違反が認められた。(1)
運送引受書の記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸
規則｣)第7条の2第1項)､(2)点呼の実施等義務違反(運輸規則第24条)､(3)
運行指示書の記載事項不備(運輸規則第28条の2第1項)､(4)運転者に対す
る指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(5)整備管理者の研修受講
義務違反(運輸規則第46条)

12 2

貸切バス 2020 5 26
有限会社小柏商事（法人
番号7070002017310）
代表者小柏秀博

群馬県藤岡市立石689-2
柏光バス営
業所

群馬県藤岡市立
石689-2

輸送施設の使用停止
処分（80日車）

道路運送法第9条の2
第1項

令和元年12月9日及び令和元年12月16日、定期的な監査を実施。2件の
違反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2
第1項)､(2)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸
規則第38条第1項)

18 8

貸切バス 2020 5 26

北群馬自動車株式会社
（法人番号
5070001017593） 代
表者齊藤三郎

群馬県渋川市半田3445-
2

本社営業所
群馬県渋川市半
田3445-2

文書警告（処分日車
数40日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第24条第5
項

令和元年12月19日及び令和元年12月25日、定期的な監査を実施。1件
の違反が認められた。(1)点呼の記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸
規則第24条第5項)

6 4

乗合バス 2020 5 27

大阪シティバス株式会社
(法人番号
6120001048830) 代表
者有馬 宏尚

大阪府大阪市西区九条
南1丁目12番62号

中津
大阪府大阪市北
区中津6丁目9番
32号

輸送施設の使用停止
処分（10日車）

道路運送法(以下、
「法」)第16条第１
項

令和2年3月3日、事業者の報告に基づき調査を実施。1件の違反が認め
られた。事業計画及び運行計画に定める業務の確保違反(法第16条第1
項)

3 1

貨物 2020 5 28
株式会社石橋（法人番号
1230001000231） 代
表者石橋隆二

富山県富山市草島古川6 本社営業所
富山県富山市草
島字古川15-14

輸送施設の使用停止
処分（70日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項及び
同条第4項

令和2年3月6日、監査実施。2件の違反が認められた。（1）無車検運行
（道路運送車両法第58条第1項）（2）特定の運転者に対する適性診断
受診義務違反（安全規則第10条第2項）

7 7



貨物 2020 5 28
株式会社石戸商運（法人
番号8200001022651)
代表者石戸克己

岐阜県多治見市大畑町6
丁目57番地

本社営業所
岐阜県可児市下
切3274番地1

輸送施設の使用停止
（120日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和元年9月3日、関係機関からの情報を端緒として、監査を実施。11
件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送
事業法施行規則第2条第1項第4号）、(2)乗務時間等基準告示の遵守違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、(3)健康診断未受
診（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、(4)整備管理者の
研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4）、(5)
点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及
び第2項）、(6)点呼の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第7条第5項）、(7)運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第9条）、(8)運転者台帳の作成義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第9条の5第1項）、(9)運転者に対する指導監督記
録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、(10)特
定の運転者に対する指導義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第10条第2項）、(11)特定の運転者に対する運転適性診断未受診（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）

12 12

タクシー 2020 5 28

有限会社伊達観光交通
（法人番号
4370002019568） 代
表者山本知明

宮城県仙台市泉区市名
坂字新道8番地1

本社営業所
宮城県仙台市泉
区市名坂字新道8
番地1

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年5月28日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実施した
結果、1件の違反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

タクシー 2020 5 28
有限会社北都交通（法人
番号6370002018989）
代表者熊谷輝文

宮城県仙台市泉区高森4
丁目2番地の613

本社営業所
宮城県仙台市泉
区高森4丁目2番
地の613

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年5月28日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実施した
結果、1件の違反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

タクシー 2020 5 28

日の丸自動車株式会社
（法人番号
6200001004370) 代表
者川上秀人

岐阜県岐阜市市ﾉ坪町2
丁目20

東営業所
岐阜県岐阜市市ﾉ
坪町2丁目22

輸送施設の使用停止
処分（60日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第45条

令和元年12月23日､監査方針に基づき､監査を実施｡1件の違反が認めら
れた｡(1)無車検運行(旅客自動車運送事業運輸規則第45条)

7 6

タクシー 2020 5 28

株式会社共立タクシー
（法人番号
8200001001688) 代表
者成栗稔

岐阜県岐阜市北一色6丁
目19番地23号

本社営業所
岐阜県岐阜市北
一色6丁目19番地
23号

輸送施設の使用停止
(20日車)及び文書警
告

旅客自動車運送事業
運輸規則第37条第1
項

令和2年1月20日､監査方針に基づき､監査を実施｡3件の違反が認められ
た｡(1)乗務員台帳の記載事項等不備(旅客自動車運送事業運輸規則第37
条第1項)､(2)特定の運転者に対する指導義務違反(旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第2項)､(3)特定の運転者に対する運転適性診断未受診
(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)

2 2

貸切バス 2020 5 28

佳暉ＮＥＸＡＳ株式会社
(法人番号
3120001193547) 代表者
鄭克?

大阪府泉南市新家4529
－1

本社
大阪府泉南市新
家4529－1

輸送施設の使用停止
処分（140日車）

道路運送法(以下
「法」)第9条の2第1
項

令和元年11月15日、同年12月3日及び同年12月12日、法令違反の疑い
を端緒として監査を実施。6件の違反が認められた。(1)運賃料金事前届
出、運賃料金変更事前届出違反(法第9条の2第1項)、(2)安全統括管理者
の選任解任届出違反(法第22条の2第5項)、(3)「旅客自動車運送事業運
輸規則第21条第1項の規定に基づき、事業用自動車の運転者の勤務時間
及び乗務時間に係る基準」の遵守違反【各事項の未遵守計6件以上15件
以下】(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第1
項)、(4)点呼の記録義務違反【記載事項の不備】(運輸規則第24条第5
項)、(5)乗務等の記録義務違反【記録事項の不備】(運輸規則第25条第1
項、第2項、第4項)、(6)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46
条)

18 14

貨物 2020 5 29

北央貨物運輸株式会社
（法人番号７４５０００
１００６５３１） 代表
者段禎文

北海道富良野市字西扇
山の１

本社営業所
北海道富良野市
字西扇山１８０
０－２－１

輸送施設の使用停止
（６０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
９条第３項前段、法
第９条第３項後段、
法第１７条第１項第
１号、法第１７条第
３項、法第１７条第
４項

令和１年１２月３日、令和１年１２月４日及び令和２年２月２１日、
その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を端緒として監査を実
施。９件の違反が認められた。（１）各営業所に配置する事業用自動
車の種別ごとの数違反（貨物自動車運送事業法施行規則（以下「施行
規則」）第６条第１項）、（２）事業計画事後届出義務違反［業務の
範囲、保管施設の概要、利用事業者の概要の変更］（施行規則第７条
第１項第４号）、（３）乗務時間等の基準の遵守義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、
（４）過積載運送（貨物自動車運送事業法第１７条第３項）、（５）
過積載運送防止の指導監督の怠慢（安全規則第４条）、（６）限度超
過車両の通行、条件等違反の防止に係る指導監督の怠慢（安全規則第
５条の２）、（７）点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１項、第
２項、第３項）、（８）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則
第１０条第１項）、（９）特定運転者に対する適性診断受診義務違反
（安全規則第１０条第２項）

6 6

貨物 2020 5 29

株式会社ＧＭＴトランス
ポート（法人番号６４３
０００１０７２７８２）
代表者伊藤一寿

北海道石狩市新港中央
２丁目７５８番地５

本社営業所
北海道石狩市新
港中央２丁目７
５８番地５

輸送施設の使用停止
（４０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項第１
号、法第１７条第１
項第２号、法第１７
条第４項、法第６０
条第１項、道路運送
法第９５条

令和２年１月９日及び令和２年２月７日、労働局からの通報等を端緒
として監査を実施。７件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基
準の遵守義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第３条第４項）、（２）自動車検査証の備付け義務違反（安全
規則第３条の２）、（３）点検整備記録簿等の記載義務違反（安全規
則第３条の２）、（４）乗務等の記録事項義務違反（安全規則第８
条）、（５）事故の記録事項義務違反（安全規則第９条の２）、
（６）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第６０条第１項）、
（７）自動車に関する表示義務違反（道路運送法第９５条）

7 4

貨物 2020 5 29

株式会社Ｊ・Ｂ・ロジス
ティクス（法人番号７４
３０００１０６６１５
６） 代表者小澤誠矢

北海道札幌市北区屯田
２条１丁目９－２０－
６０１

本社営業所

北海道札幌市北
区屯田２条１丁
目９－２０－６
０１

輸送施設の使用停止
（１００日車）及び
文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
９条第３項前段、法
第１７条第１項第１
号、法第１７条第４
項、法第６０条第１
項

令和２年１月１０日及び令和２年１月３１日、改善報告不履行を端緒
として監査を実施。６件の違反が認められた。（１）各営業所に配置
する事業用自動車の種別ごとの数違反（貨物自動車運送事業法施行規
則第６条第１項）、（２）疾病・疲労等のおそれのある乗務（貨物自
動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第６項）、
（３）点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１項、第２項、第３
項）、（４）点呼の記録事項義務違反（安全規則第７条第５項）、
（５）運行記録計による記録義務違反（安全規則第９条）、（６）報
告義務違反（貨物自動車運送事業法第６０条第１項）

14 10

貨物 2020 5 29

有限会社堀松運輸（法人
番号３４３０００２０５
９８６４） 代表者堀松
英樹

北海道苫小牧市新開町
３丁目１４番４号

本社営業所
北海道苫小牧市
新開町３丁目１
４番４号

輸送施設の使用停止
（３０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
９条第１項、法第９
条第３項後段、法第
１７条第１項第１
号、法第１７条第１
項第２号、法第１７
条第４項、法第１８
条第１項

令和２年１月２２日及び令和２年２月１２日、関係機関等からの情報
を端緒として監査を実施。９件の違反が認められた。（１）事業計画
変更認可義務違反［乗務員の休憩・睡眠施設の位置及び収容能力］
（貨物自動車運送事業法施行規則（以下「施行規則」）第２条第１項
第５号）、（２）事業計画事後届出義務違反［営業所又は荷扱所の名
称、位置（利用運送のみに係るもの及び運輸局長が指定する区域内に
おけるものに限る。）の変更］（施行規則第７条第１項第２号、第３
号）、（３）乗務時間等の基準の遵守義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、（４）定期点検
整備の実施義務違反（安全規則第３条の２）、（５）点呼の実施義務
違反（安全規則第７条第１項、第２項、第３項）、（６）乗務等の記
録事項義務違反（安全規則第８条）、（７）運転者台帳の記載事項義
務違反（安全規則第９条の５第１項）、（８）運行管理者の講習受講
義務違反（安全規則第２３条第１項）、（９）運行管理者補助者の要
件違反（安全規則第１８条第３項）

16 3



貨物 2020 5 29

矢野建設株式会社（法人
番号８４５０００１００
８５４３） 代表者矢野
正利

北海道天塩郡幌延町２
条南２丁目１

本社営業所
北海道天塩郡幌
延町２条南２丁
目１－２

輸送施設の使用停止
（１５０日車）及び
文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項第１
号、法第１７条第４
項、法第１７条第１
項第２号、法第６０
条第１項、道路運送
法第９５条

令和２年１月３１日、関係機関等からの情報を端緒として監査を実
施。１３件の違反が認められた。（１）必要な員数の運転者の確保義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３
条第１項、第２項）、（２）点呼の実施義務違反（安全規則第７条第
１項、第２項、第３項）、（３）点呼の記録事項義務違反（安全規則
第７条第５項）、（４）乗務等の記録事項義務違反（安全規則第８
条）、（５）乗務等の記録保存義務違反（安全規則第８条）、（６）
運転者台帳の作成義務違反（安全規則第９条の５第１項）、（７）運
転者台帳の記載事項義務違反（安全規則第９条の５第１項）、（８）
運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第１０条第１項）、
（９）運転者に対する指導監督の記録保存義務違反（安全規則第１０
条第１項）、（１０）特定運転者に対する適性診断受診義務違反（安
全規則第１０条第２項）、（１１）定期点検整備の実施義務違反（安
全規則第３条の２）、（１2）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第
６０条第１項）、（１3）自動車に関する表示義務違反（道路運送法第
９５条）

15 15

貨物 2020 5 29

中京貨物運輸株式会社
(法人番号
9200001013955) 代表者
川瀬浩司

岐阜県大垣市南若森6-
5-1

本社営業所
岐阜県大垣市南
若森6-5-1

輸送施設の使用停止
（40日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和元年10月3日､監査方針に基づき､監査を実施｡7件の違反が認められ
た｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第4項)､(2)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
3条第6項)､(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
7条第1項及び第2項)､(4)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第7条第5項)､(5)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第8条)､(6)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(7)特定の運転者に対する運転
適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)

4 4

タクシー 2020 5 29

白老交通株式会社（法人
番号８４３０００１０５
３１０４） 代表者山本
浩平

北海道白老郡白老町川
沿４丁目７－３１

本社営業所
北海道白老郡白
老町川沿４丁目
７－３１

輸送施設の使用停止
（２０日車）及び文
書警告

道路運送法２７条第
３項

令和２年１月１５日、長期未監査を端緒として監査を実施。３件の違
反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守義務違反（旅客自動
車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第２１条第１項）、（２）
点呼の記録事項義務違反（運輸規則第２４条第５項）、（３）運転者
に対する指導監督義務違反（運輸規則第３８条第１項）

2 2

タクシー 2020 5 29

東邦交通株式会社（法人
番号４４３０００１０１
１５３６） 代表者今井
一彦

北海道札幌市西区発寒
１４条１１丁目１番１
５号

本社営業所

北海道札幌市西
区発寒１４条１
１丁目１番１５
号

輸送施設の使用停止
（２７．５日車）及
び文書警告

道道路運送法第２７
条第３項

令和２年２月１３日、労働局からの通報等を端緒として監査を実施。
４件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第２１条第１
項）、（２）乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第３７条第１
項）、（３）整備管理者の選任（変更）の届出義務違反（運輸規則第
４５条）、（４）運行管理規程の制定義務違反（運輸規則第４８条の
２第１項）

3 3

タクシー 2020 5 29

株式会社キュットライフ
（法人番号
8370001014632） 代
表者齋藤稔

宮城県仙台市若林区沖
野7丁目39番60号

キュッとタ
クシー営業
所

宮城県仙台市若
林区沖野7丁目39
番60号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年5月29日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実施した
結果、1件の違反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

タクシー 2020 5 29

株式会社仙台タクシー
（法人番号
6370001004486） 代
表者佐々木昌二

宮城県仙台市若林区卸
町東5丁目2番38号

本社営業所
宮城県仙台市若
林区卸町東5丁目
2番地21号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年5月29日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実施した
結果、1件の違反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

タクシー 2020 5 29

仙南タクシー株式会社
（法人番号
9370001019449） 代
表者髙澤雅哉

宮城県仙台市宮城野区
日の出町1丁目6番27号

本社営業所
宮城県仙台市宮
城野区日の出町1
丁目6-12

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年5月29日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実施した
結果、1件の違反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

貸切バス 2020 5 29

株式会社ひまわり観光
（法人番号３４５０００
１００４８５２） 代表
者石井保夫

北海道雨竜郡北竜町字
碧水７６番地の１

本社営業所
北海道雨竜郡北
竜町字碧水７６
番地の１

輸送施設の使用停止
（３００日車）、文
書警告

道路運送法（以下
「法」）第９条の２
第１項、法第２７条
第３項

令和１年１１月１２日及び令和１年１１月１４日、その他事故、法令
違反、事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。１４件の違反が
認められた。（１）運賃料金事前届出、運賃料金変更事前届出義務違
反（道路運送法第９条の２第１項）、（２）運送引受書の記載事項義
務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第７条の
２第１項）、（３）点呼の実施義務違反（運輸規則第２４条第１
項）、（４）点呼の記録保存義務違反（運輸規則第２４条第５項）、
（５）点呼の記録義務違反 記録の改ざん・不実記載（運輸規則第２
４条第５項）、（６）運行記録計による記録義務違反（運輸規則第２
６条第１項）（７）運行指示書の記載事項義務違反（運輸規則第２８
条の２第１項）、（８）乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第
３７条第１項）、（９）運転者に対する指導監督違反（運輸規則第３
８条第１項）、（１０）運転者に対する指導監督の記録事項違反（運
輸規則第３８条第１項）、（１１）運転者に対する特別な指導義務違
反（運輸規則第３８条第２項）、（１２）特定運転者に対する適性診
断受診義務違反（運輸規則第３８条第２項）、（１３）運行管理者の
講習受講義務違反（運輸規則第４８条の４第１項）、（１４）書類の
適切管理義務違反（運輸規則第６９条）

30 30

貸切バス 2020 5 29

北都ベリアールサービス
株式会社（法人番号８４
３０００１０１５０４
６） 代表者木村寔

北海道札幌市白石区中
央３条４丁目１－１０

本社営業所
北海道札幌市白
石区中央３条４
丁目１－１０

輸送施設の使用停止
処分（６０日車）

道路運送法第２７条
第３項

令和２年３月１８日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を
端緒として監査を実施。１件の違反が認められた。（１）無車検運行
（旅客自動車運送事業運輸規則第４５条）

6 6

貨物 2020 6 1

黒沢ロジテック 株式会
社（法人番号
2010401008762） 代
表者黒澤 明彦

東京都港区麻布台３－
４－４－４０１

本社
東京都港区南麻
布２－１０－５

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第5項

法令で規定された報告書に関して法令違反の疑いがあったことを端緒
として、令和元年8月27日及び令和元年10月11日、監査を実施。2件の
違反が認められた。（１）点呼の記録義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第5項）、（２）運転者に対する指導監督違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2020 6 1

株式会社ユートランス
(法人番号
6180001092286) 代表者
鈴木輝

愛知県知多郡武豊町大
字東大高字中浜田63-1

本社営業所
愛知県知多郡武
豊町大字東大高
字中浜田63-1

輸送施設の使用停止
(80日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和元年10月23日、監査方針に基づき、監査を実施。8件の違反が認め
られた。(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第3条第4項)、(2)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第7条第1項及び第2項)、(4)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第7条第5項)、(5)運転者に対する指導監督義務違
反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(6)特定の運転者に
対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)、
(7)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第2項)、(8)運行管理補助者の要件違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第18条第3項)

8 8

貨物 2020 6 1
緑通商有限会社（法人番
号3320002017684）
代表者佐藤伸宏

大分県佐伯市宇目南田
原584-3

本社営業所
大分県佐伯市宇
目大字小野市字
七迫4854-7

輸送施設の使用停止
処分（20日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

令和2年3月5日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)過積載運送
(貨物自動車運送事業法第17条第3項)

2 2



貨物 2020 6 1
山田運送株式会社（法人
番号2122001016052）
代表者安原信行

大阪府大東市緑が丘2-
2-18

九州支店福
岡営業所

福岡県糟屋郡粕
屋町大字上大隈
679-1

輸送施設の使用停止
（30日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第8
条第1項、法第17条
第1項、法第17条第
4項

令和2年1月14日、監査実施。6件の違反が認められた。(1)事業計画(配
置車両数)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法第8条
第1項)､(2)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則(以下「安全規則」)第3条第4項)､(3)点呼の記録事項義務違反(安全
規則第7条第5項)､(4)運行指示書に係る（作成、指示、携行）義務違反
(安全規則第9条の3第1項)､(5)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則
第9条の5第1項)､(6)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1
項)

4 3

貨物 2020 6 1

菟田野運送株式会社（法
人番号
7150001009705） 代
表者吉田幹夫

奈良県宇陀市菟田野古
市場1369

本社営業所
奈良県宇陀市菟
田野古市場1369

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項

令和元年11月5日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。4件の違
反が認められた。（1）乗務時間等の告示の遵守違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）点呼の実
施義務違反（安全規則第7条第1項及び第2項）、（3）点呼の記録事項
義務違反（安全規則第7条第5項）、（4）運転者台帳の記載事項義務違
反（安全規則第9条の5第1項）

3 3

貨物 2020 6 1

株式会社まことサービス
（法人番号
8260001012192 ） 代
表者矢吹祐介

岡山県岡山市中区桑野
517-3

本社営業所
岡山県岡山市中
区桑野517-3

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和2年2月12日及び同年5月27日、死亡事故を端緒として監査を実施。
6件の違反が確認された。（1）事故の記録事項義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第9条の2）（2）運転者台
帳の記載事項義務違反（安全規則第9条の5第1項）（3）運転者に対す
る指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）（4）運転者に対する指
導監督の記録事項違反（安全規則第10条第1項）（5）特定の運転者に
対する特別な指導義務違反（安全規則第10条第2項）（6）適性診断受
診義務違反（安全規則第10条第2項）

0 0

タクシー 2020 6 1

仙台中央タクシー株式会
社（法人番号
8370001006646） 代
表者神田博志

宮城県仙台市宮城野区
扇町5丁目5番20号

本社営業所
宮城県仙台市宮
城野区扇町5丁目
5番20号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年6月1日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実施した結
果、1件の違反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

1 0

タクシー 2020 6 1
平和交通株式会社（法人
番号7370001012208）
代表者中川昌信

宮城県仙台市青葉区国
見5丁目4番22号

国見営業所
宮城県仙台市青
葉区国見5丁目4
番22号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年6月1日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実施した結
果、1件の違反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

タクシー 2020 6 1

南仙台第一交通株式会社
（法人番号
8370001002257） 代
表者北浦歳彦

宮城県仙台市太白区西
中田1丁目3番1号

本社営業所
宮城県仙台市太
白区西中田1丁目
216番地1号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年6月1日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実施した結
果、1件の違反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

2 0

貨物 2020 6 2
有限会社越路運輸（法人
番号9110002013674）
代表者山田利治

新潟県五泉市大字菅出
字大畑ケ1369-4

五泉営業所
新潟県五泉市中
川新568-1他2筆

輸送施設の使用停止
処分（40日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項及び
同条第4項

令和元年9月10日、監査実施。4件の違反が認められた。（1）乗務時間
等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）（2）１箇月の拘束時間に関する違反（安全規則第
3条第4項）（3）乗務時間等告示なお書きの遵守違反（安全規則第3条
第4項）（4）点呼の記録記載不備（安全規則第7条第5項）

4 4

貨物 2020 6 2

株式会社 トランスシグ
マ（法人番号
1010401088368） 代
表者野崎 真史

茨城県常総市馬場２３
８０番地２

本社
茨城県常総市馬
場２３８０番地
４

輸送施設の使用停止
処分（190日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、平成３０年１１月１３
日及び同年１２月４日、監査を実施。 １４件の違反が認められた。
（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第3条第4項）、（２)乗務時間等告示なお書きの遵守違反（安全規則第
3条第4項）、（３）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第6項）、（４）点呼の実施義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第7条）、（５）乗務等の記録事項義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（６）運行記録計による
記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（７）運行
指示書による指示義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の
3）、（８）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第1項）、（９）初任、高齢運転者に対する指導監督違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（１０）初任、高
齢運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第2項）、（１１）定期点検整備の実施違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第13条）、（１２）整備管理者の研修受講義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第15条）、（１３）運行管理
者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1
項）、（１４）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条
第1項）

19 19

貨物 2020 6 2

株式会社 秀機産業（法
人番号
6020001088060） 代
表者松野 秀樹

神奈川県横浜市保土ケ
谷区上菅田町１１８８
－１

本社

神奈川県横浜市
緑区鴨居７－１
１－１６ こさ
かハイツ１０１

輸送の安全確保命
令、輸送施設の使用
停止処分（180日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

法令で規定された報告書に関して法令違反の疑いがあったことを端緒
として、令和元年9月3日、監査を実施。11件の違反が認められた。
（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第3条第4項）、（２）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第6項）、（３）点呼の実施義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第7条）、（４）乗務等の記録事項義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（５）運行記録計によ
る記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（６）運
転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条
第1項）、（７）初任運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第2項）、（８）初任運転者に対する適性診断受
診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（９）
定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13
条）、（１０）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第23条第1項）、（１１）報告義務違反（貨物自動車運送
事業報告規則第2条）

18 18

貨物 2020 6 2

株式会社 栃木トランス
ネット（法人番号
2060001011740） 代
表者湯田 孝次

栃木県那須塩原市豊浦
１０－７０６

株式会社栃
木トランス
ネット

栃木県那須塩原
市豊浦１０－７
０６

輸送施設の使用停止
処分（10日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第2項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和元12月4日、監査を
実施。5件の違反が認められた。（１）疾病のおそれのある乗務（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（２）運転者に対する指
導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（３）
高齢運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第10条第2項）、（４）高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（５）報告義務違反
（貨物自動車運送事業報告規則第2条）

1 1

貨物 2020 6 2

有限会社 ナツトランス
ポート（法人番号
5040002016928） 代
表者島光 博之

千葉県千葉市中央区春
日１－２０－２

本社
千葉県千葉市美
浜区高浜２－２
－１

輸送施設の使用停止
処分（50日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

酒気帯び運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和
元年8月29日、監査を実施。6件の違反が認められた。（１）疾病のお
それのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、
（２）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条）、（３）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第8条第1項）、（４）運転者に対する指導監督違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（５）事業の健全な発達を阻
害する競争のうち社会保険等に未加入のもの（貨物自動車運送事業法
第25条第2項）、（６）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第
2条）

5 5



貨物 2020 6 2

株式会社 ハーモセレ
（法人番号
5140001050752） 代
表者吉川 貴雄

大阪府大阪市此花区梅
町２－２－１３

東京

千葉県船橋市馬
込町８３３－２
エミネンス馬込
沢１０３号室

輸送施設の使用停止
処分（60日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

救護措置義務違反があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、
令和元年9月2日、監査を実施。 10件の違反が認められた。（１）乗
務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4
項）、（２）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第7条）、（３）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第8条第1項）、（４）運行記録計による記録義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（５）運転者に対する指導監督
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（６）定期点
検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条）、
（７）整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第15条）、（８）運行管理者に対する指導及び監督違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第22条）、（９）事業計画の変更認可違反
（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、（１０）事業計画事前届出違
反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）

6 6

貨物 2020 6 2

躍進運輸 株式会社（法
人番号
4080101004335） 代
表者佐藤 栄祐

静岡県御殿場市川島田
１６９８－３５７

川崎
神奈川県川崎市
川崎市扇町１９
－２

輸送施設の使用停止
処分（50日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

行政処分等を受けたにもかかわらず改善が認められないことを端緒と
して、令和元年11月15日、同年12月2日及び同年12月16日監査を実
施。 4件の違反が認められた。（１）点呼の実施義務違反等（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条）、（２）乗務等の記録事項義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（３）運行記録計
による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、
（４）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）

8 8

貨物 2020 6 2

有限会社 宝井運送（法
人番号
7060002010373） 代
表者清水 輝昭

栃木県宇都宮市下田原
町２８８８－４１

本社
栃木県宇都宮市
立伏町９４８－
２０９

輸送施設の使用停止
処分（30日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和元年9月17日、監査
を実施。4件の違反が認められた。（１）乗務時間等告示の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（２）疾病のおそ
れのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、
（３）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条）、（４）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第1項）

3 3

貨物 2020 6 2

株式会社 アンビシャス
（法人番号
8011701015278） 代
表者安田 幸夫

東京都江戸川区一之江
７－１２－６ ２Ｆ

本社
東京都江戸川区
一之江４－１０
－１１ １Ｆ

輸送施設の使用停止
処分（90日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

法令違反の疑いがあることを端緒として、令和元年11月22日、監査を
実施。 8件の違反が認められた。（１）乗務時間等告示の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（２）疾病のおそ
れのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、
（３）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条）、（４）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第1項）、（５）初任運転者に対する適性診断受診義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（６）整備管
理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第15
条）、（７）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第23条第1項）、（８）報告義務違反（貨物自動車運送事業
報告規則第2条）

9 9

貨物 2020 6 2

花塚運輸 株式会社（法
人番号
5060001011515） 代
表者花塚 昌美

栃木県那須塩原市上厚
崎３３０－６

本社
栃木県那須塩原
市上厚崎３３０
－６

輸送施設の使用停止
処分（10日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和元年8月9日、監査
を実施。 4件の違反が認められた。（１）点呼の実施義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（２）運転者に対する指導監督
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（３）事業の
健全な発達を阻害する競争のうち社会保険等に未加入のもの（貨物自
動車運送事業法第25条第2項）、（４）運賃及び料金の未届出（貨物自
動車運送事業報告規則第2条の2）

1 1

貨物 2020 6 2

みちのく陸運 株式会社
（法人番号
5380001001681） 代
表者遠藤 武義

福島県福島市飯坂町平
野字若狭小屋１４－６

栃木
栃木県那須塩原
市豊浦３－３３

輸送施設の使用停止
処分（55日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

労働局からの通報を端緒として、令和元年1月24日、監査を実施。4件
の違反が認められた。（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（２）点呼の実施義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（３）運転者に対する指導監
督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（４）定期
点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条）

6 6

貨物 2020 6 2
林運輸株式会社（法人番
号4140001053533）
代表者林善

兵庫県尼崎市西難波町1
丁目17番18号

本社営業所
兵庫県尼崎市西
難波町1丁目17-
18

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項

令和元年12月12日及び同年12月20日、労働局からの通報を端緒に監査
を実施。6件の違反が認められた。（1）乗務時間等の告示の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4
項）、（2）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項から第3項）、
（3）点呼の記録事項義務違反（安全規則第7条第5項）、（4）乗務等
の記録事項義務違反（安全規則第8条）、（5）運転者台帳の記載事項
義務違反（安全規則第9条の5第1項）、（6）運行管理者補助者の要件
違反（安全規則第18条第3項）

4 4

タクシー 2020 6 2
東亜交通株式会社（法人
番号9370001001984）
代表者柴山隆

宮城県仙台市太白区八
木山弥生町1番35号

本社営業所
宮城県仙台市太
白区八木山弥生
町1番地145号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年6月2日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実施した結
果、1件の違反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

タクシー 2020 6 2

宮城タクシー株式会社
（法人番号
6370001002382） 代
表者千葉武弘

宮城県仙台市太白区富
田字京ノ北109（56B-
10L）

本社営業所

宮城県仙台市太
白区富田字京ノ
北109（56B-
10L）

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年6月2日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実施した結
果、1件の違反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

6 0

タクシー 2020 6 2

大阪山陽タクシー株式会
社（法人番号
7120001050926） 代
表者荒木素直

大阪府大阪市西淀川区
姫島2丁目15番28号

本社
大阪府大阪市西
淀川区姫島2丁目
15番28号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法108条の34の規定に基づく通知件数（放置
駐車違反）が過去一年以内に3件に達した。「旅客自動車運送事業者が
事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転
者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1
項)

1 0

タクシー 2020 6 2
南都交通株式会社（法人
番号8120101005218）
代表者木元健司

大阪府堺市北区百舌鳥
西之町3丁516番地

本社
大阪府堺市北区
百舌鳥西之町3丁
516番地

文書警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法108条の34の規定に基づく通知件数（放置
駐車違反）が過去一年以内に3件に達した。「旅客自動車運送事業者が
事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転
者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1
項)

0 0

貸切バス 2020 6 2

有限会社キャメルブリッ
ジ（法人番号
6290802017901） 代
表者堀功

福岡県遠賀郡岡垣町手
野183

本社営業所
福岡県遠賀郡岡
垣町手野月の田
183

輸送施設の使用停止
（60日車）、文書警
告

道路運送法（以下｢
法｣）第9条の2第1
項、法第27条第3項

令和1年12月11日、監査実施。7件の違反が認められた。(1)運賃料金事
前届出、運賃料金変更事前届出違反（道路運送法第9条の2第1項）、
(2)運送引受書の記載事項不備違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以
下「運輸規則」）第7条の2第1項）、(3)点呼の記録事項義務違反（運
輸規則第24条第5項）、(4)運行指示書の記載事項義務違反（運輸規則
第28条の2第1項）、(5)乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第37
条第1項）、(6)運転者に対する指導監督違反（運輸規則第38条第1
項）､(7)運転者に対する指導監督の記載事項義務違反（運輸規則第38
条第1項）

6 6

貨物 2020 6 3

アストラックス株式会社
(法人番号
3080001014237)  代表
者石川均

静岡県榛原郡吉田町川
尻1889番地

本社営業所
静岡県榛原郡吉
田町川尻1889

輸送施設の使用停止
(20日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和元年10月16日､監査方針に基づき、監査を実施｡5件の違反が認めら
れた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条第4項)､(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)､(3)点呼の記録記載事項不備(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(4)運転者に対する指導監
督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(5)運行管
理者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22
条)

2 2



貨物 2020 6 3
大高運輸株式会社(法人
番号7180001006170) 代
表者前田稔

愛知県名古屋市中区伊
勢山1丁目7番12号

東海支店
愛知県東海市新
宝町507番地23

輸送施設の使用停止
(40日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和元年10月18日､監査方針に基づき､監査を実施｡7件の違反が認めら
れた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条第4項)､(2)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第3条第6項)､(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第7条第1項及び第2項)､(4)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第7条第5項)､(5)乗務等の記録義務違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第8条)､(6)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第8条)､(7)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)

4 4

貨物 2020 6 3
株式会社応時物流(法人
番号7180001077294) 代
表者塩崎基直

愛知県小牧市応時1-274 本社営業所
愛知県岩倉市八
剱町五林8番地

輸送施設の使用停止
(30日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和元年10月30日､監査方針に基づき､監査を実施｡8件の違反が認めら
れた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条第4項)､(2)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第3条第6項)､(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第7条第1項及び第2項)､(4)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第7条第5項)､(5)運行記録計による記録義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第9条)､(6)特定の運転者に対する指導義務違
反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(7)特定の運転者に
対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第
2項)､(8)一般講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23
条第1項)

3 3

貨物 2020 6 3

四国西濃運輸株式会社
（法人番号
8500001007259) 代表
者川上和則

愛媛県東温市上村甲980 坂出支店
香川県坂出市江
尻町字江尻新開
483-51

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和2年2月26日、死亡事故を端緒として監査を実施したところ、2件の
違反が確認された。(1)運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不
適切であったこと（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第7条第5項）、(2)運転者台帳について定められた事項の記録が
不適切であったこと（安全規則第9条の5第1項）

0 0

貨物 2020 6 3

川﨑ヘビーカーゴ株式会
社（法人番号
1140001021567） 代
表者川﨑至公

兵庫県神戸市西区平野
町常本293番地の3

本社営業所
兵庫県神戸市西
区平野町常本293
番地の3

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和2年1月23日及び同年2月5日、法令違反の疑いがあることを端緒に
監査を実施。4件の違反が認められた。（1）乗務時間等の告示の遵守
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第
4項）、（2）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項から第3項）、
（3）運転者台帳の記載事項義務違反（安全規則第9条の5第1項）、
（4）定期点検整備の整備記録簿記載違反（安全規則第3条の2第2号、
道路運送車両法第49条）

3 3

貨物 2020 6 3
川﨑運送株式会社（法人
番号4140001004619）
代表者川﨑慧

兵庫県神戸市西区平野
町常本293番地の3

本社営業所
兵庫県神戸市西
区平野町常本293
番地の3

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和2年1月23日及び同年2月5日、法令違反の疑いがあることを端緒に
監査を実施。3件の違反が認められた。（1）乗務時間等の告示の遵守
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第
4項）、（2）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項及び第2項）、
（3）運行管理者の講習受講義務違反（安全規則第23条第1項）

1 1

貨物 2020 6 3
有限会社大扇運輸（法人
番号2250002016686 ）
代表者古木忠行

山口県周南市新田2丁目
7-7

本社営業所
山口県周南市新
田2丁目7-7

輸送施設の使用停止
（50日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項及び
同条第4項

令和元年6月10日及び同年6月27日、死亡事故を端緒として監査を実
施。11件の違反が確認された。（1）乗務時間等告示遵守違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）（2）点
呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項、第2項及び第3項）（3）点呼
の記録事項義務違反（安全規則第7条第5項）（4）乗務等の記録事項義
務違反（安全規則第8条第1項）（5）運行記録計による記録義務違反
（安全規則第9条）（6）運行記録計による記録保存義務違反（安全規
則第9条）（7）運転者台帳の記載事項義務違反（安全規則第9条の5第1
項）（8）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）
（9）運転者に対する指導監督の記録事項義務違反（安全規則第10条第
1項）（10）特定の運転者に対する特別な指導義務違反（安全規則第10
条第2項）（11）特定の運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規
則第10条第2項）

5 5

貨物 2020 6 3
株式会社木下運送（法人
番号5250001005349  ）
代表者木下栄秀

山口県下関市楠乃4丁目
10-30

本社営業所
山口県下関市楠
乃4丁目10-30

輸送施設の使用停止
（10日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項及び
同条第4項

令和元年8月27日及び同年10月8日、酒気帯び運転を端緒として監査を
実施。4件の違反が確認された。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）
（2）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項、第2項及び第3項）
（3）運行記録計による記録義務違反（安全規則第9条）（4）運転者台
帳の記載事項義務違反（安全規則第9条の5第1項）

1 1

タクシー 2020 6 3

千歳交通株式会社（法人
番号５４３０００１０４
３７９２） 代表者瀧澤
順久

北海道千歳市末広１丁
目４番８号

札幌支店
北海道札幌市白
石区南郷通２丁
目南８番４号

文書警告
道路運送法第27条第
３項

令和２年６月２日、公安委員会からの通報等を端緒として監査を実
施。１件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督違反
（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１項）

7 0

貨物 2020 6 4

株式会社ヴァンズネット
ワーク(法人番号
3122001009055) 代表
者根来明光

大阪府大東市新田旭町1
番1号

三重営業所
三重県四日市市
日永西4丁目6-26

輸送施設の使用停止
(30日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和元年10月17日、監査方針に基づき、監査を実施。7件の違反が認め
られた。(1)乗務時間等基準告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第4項）、(2)点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第1項及び第2項）、(3)点呼の記録記載事項不備
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）、(4)乗務等の記録記
載事項不備（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条）、(5)運行記録計
による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、(6)運
転者台帳の記載事項等不備（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の
5第1項）、(7)自動車に関する表示義務違反（道路運送法施行規則第65
条）

3 3

貨物 2020 6 4
有限会社ＣＷＷＳ（法人
番号2120002079060）
代表者網本雅之

大阪府大東市御領3丁目
5番60号

本社営業所
大阪府大東市御
領3丁目5番60号

輸送施設の使用停止
（65日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

平成30年12月11日及び平成31年1月9日、関係機関からの情報を端緒に
監査を実施。7件の違反が認められた。（1）健康状態の把握義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第6
項）、（2）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項及び第2項）、
（3）点呼の記録事項義務違反（安全規則第7条第5項）、（4）乗務等
の記録事項義務違反（安全規則第8条）、（5）初任運転者に対する適
性診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）、（6）定期点検整備の
実施違反（3ヶ月点検）（安全規則第13条、道路運送車両法第48条）、
（7）運行管理者の講習受講義務違反（安全規則第23条第1項）

7 7

タクシー 2020 6 4

京洛タクシー株式会社
（法人番号
4130001038031) 代表
者丸岡真二

京都府八幡市八幡土井
80番地3号

本社
京都府八幡市八
幡土井80番地3号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数（駐
停車違反）が、過去一年以内に3件に達した。「旅客自動車運送事業者
が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運
転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第
1項)

0 0

タクシー 2020 6 4

ナショナルタクシー株式
会社（法人番号
2120001015801） 代
表者照屋勝晴

大阪府大阪市城東区成
育2丁目8番3号

本社
大阪府大阪市城
東区成育2丁目8
番3号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法108条の34の規定に基づく通知件数（放置
駐車違反）が過去一年以内に3件に達した。「旅客自動車運送事業者が
事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転
者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1
項)

0 0

貸切バス 2020 6 4
株式会社プラスB（法人
番号2380001028884）
代表者佐久間良英

福島県郡山市田村町田
母神字馬場82番地

本社営業所
福島県郡山市西
田町大田字金堀
1040

輸送施設の使用停止
処分（260日車）

道路運送法（以下｢
法｣）第9条の2第1
項、法第27条第3項

令和元年7月19日、31日及び8月23日、監査方針を端緒として監査を実
施した結果、5件の違反が認められた｡（1）運賃料金事前届出、運賃料
金変更事前届出違反（道路運送法第9条の2第1項）、（2）点呼の記録
［不実記載］義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下｢運輸規
則｣）第24条第5項）、（3）乗務等の記録［不実記載］義務違反（運輸
規則第25条第2項）、（4）運行記録計による記録［不実記録］義務違
反（運輸規則第26条第1項）、（5）乗務員台帳の作成義務違反（運輸
規則第37条第1項）

26 26



貨物 2020 6 5
スリーエス有限会社(法
人番号5180302025516)
代表者笹山孝志

愛知県みよし市三好丘
一丁目3番地3 ｻﾆｰｻｲﾄﾞ
三好ヶ丘101号室

本社営業所

愛知県みよし市
三好丘一丁目3番
地3 ｻﾆｰｻｲﾄﾞ三
好ヶ丘101号室

輸送施設の使用停止
(160日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和元年9月13日､関係機関からの通知を端緒として､監査を実施｡6件の
違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)健康診断未受診(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第6項)､(3)運行記録計による記録義務違反(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第9条)､(4)運転者に対する指導監督義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(5)特定の運転者に対
する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項)､(6)運行管理者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第22条)

28 28

タクシー 2020 6 5

株式会社ファミリア交通
(法人番号
5122001014326) 代表
者田中勝

大阪府東大阪市中野南2
－25

豊中
大阪府豊中市浜3
－12－15

輸送施設の使用停止
(48日車)

道路運送法(以下
「法」)第13条

令和2年1月29日、苦情を端緒として調査を実施。1件の違反が認められ
た。運送引受義務違反(法第13条)

10 5

貨物 2020 6 8
株式会社白神工業（法人
番号7290001046528）
代表者白神学

福岡県飯塚市大日寺
675-5

本社営業所
福岡県飯塚市大
日寺675-5

輸送施設の使用停止
（40日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項、法第17条
第4項

令和2年1月27日、監査実施。5件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規
則」)第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反（安全規則第7条)、(3)乗務
等の記録義務違反(安全規則第8条)、(4)運行記録計による記録義務違反
(安全規則第9条)、(5)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1
項)

12 4

貨物 2020 6 9

株式会社中部シーカーゴ
(法人番号
8190001017793) 代表者
南川英樹

三重県四日市市赤水町
1325番地

本社営業所
三重県三重郡菰
野町大字菰野
4200番地

輸送施設の使用停止
(100日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和元年10月31日､監査方針に基づき､監査を実施｡13件の違反が認めら
れた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条
第1項第4号)､(2)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規
則第2条第1項第5号)､(3)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条第6項)､(4)定期点検未実施(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第3条の2)､(5)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
7条第1項及び第2項)､(6)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第5項)､(7)運転者台帳の作成義務違反(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(8)運転者台帳の記載事項等不備
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(9)特定の運転者に
対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､
(10)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第2項)､(11)一般講習受講義務違反(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第23条第1項)､(12)輸送の安全にかかわる情報の公表義
務違反(貨物自動車運送事業法第24条の3)､(13)事業実績報告書未提出
(貨物自動車運送事業法第60条第1項)

10 10

貨物 2020 6 9
角建材株式会社（法人番
号3120001149350）
代表者角隆幸

大阪府枚方市春日北町
五丁目18番35号

本社営業所
大阪府枚方市春
日北町五丁目18
番35号

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(放
置行為)が過去1年以内に3件に達した。（1）運転者の指導監督義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

タクシー 2020 6 9

ダイヤ交通株式会社大阪
(法人番号
1120001052218) 代表
者山田正弘

大阪府大阪市城東区新
喜多1丁目3番7号

吹田
大阪府吹田市東
御旅町10番76号

輸送施設の使用停止
(48日車)

道路運送法(以下
「法」)第13条

令和元年12月9日、苦情を端緒として調査を実施。1件の違反が認めら
れた。運送引受義務違反(法第13条)

6 5

タクシー 2020 6 9

ワンコイン南花田株式会
社(法人番号
8120101030439) 代表
者柳澤正二郎

大阪府堺市北区南花田
町209番地1

本社
大阪府堺市北区
南花田町209番地
1

輸送施設の使用停止
(44日車)

道路運送法(以下
「法」)第13条

令和2年2月10日、苦情を端緒として調査を実施。1件の違反が認められ
た。運送引受義務違反(法第13条)

5 5

タクシー 2020 6 9

大阪合同交通株式会社
(法人番号
8120001053341) 代表
者園村一郎

大阪府大阪市東淀川区
菅原4丁目10番4号

本社
大阪府大阪市東
淀川区菅原4丁目
10番4号

輸送施設の使用停止
(96日車)

道路運送法(以下
「法」)第13条

令和2年2月14日、苦情を端緒として調査を実施。1件の違反が認められ
た。運送引受義務違反(法第13条)

15 10

タクシー 2020 6 9
株式会社南港マリン(法
人番号7120101024458)
代表者宝上能史

大阪府堺市堺区大浜南
町1丁6番11

本社
大阪府堺市堺区
大浜南町1丁6番
11

輸送施設の使用停止
(48日車)

道路運送法(以下
「法」)第13条

令和2年1月22日、苦情を端緒として調査を実施。1件の違反が認められ
た。運送引受義務違反(法第13条)

5 5

乗合バス 2020 6 9
川崎市（法人番号
7000020141305） 代
表者 篠原秀夫

神奈川県川崎市川崎区
宮本町1

鷲ヶ峰営業
所

神奈川県川崎市
宮前区菅生ヶ丘
41-1

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和2年2月27日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。1件
の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車
運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

貸切バス 2020 6 9
有限会社藤観光（法人番
号1410002008098）
代表者藤原金一

秋田県雄勝郡羽後町足
田字福田野12番地251

本社営業所
秋田県雄勝郡羽
後町足田字福田
野12番地251

輸送施設の使用停止
処分（85日車）

道路運送法第27条第
3項

令和元年11月19日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、2件の
違反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反（旅客自動
車運送事業運輸規則（以下｢運輸規則｣）第38条第1項）、（2）定期点
検整備の実施違反（運輸規則第45条及び道路運送車両法第48条）

17 9

貸切バス 2020 6 9

株式会社イエスマン（法
人番号
8011201005721） 代
表者 鈴木友也

東京都中野区本町5-39-
10

本社営業所
東京都中野区本
町5-39-10

文書警告（処分日車
数30日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第26条第1
項

令和元年12月11日及び令和元年12月20日、定期的な監査を実施。2件
の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送事
業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第21条第1項)､(2)運行記録計による記録義
務違反(運輸規則第26条第1項)

3 3

貸切バス 2020 6 9

株式会社バス窓．ｃｏｍ
（法人番号
8021001018278） 代
表者 德久浩

神奈川県相模原市緑区
橋本台3-18-35

神奈川営業
所

神奈川県横浜市
旭区上川井町
308-5

文書警告（処分日車
数40日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第5
項

令和2年2月18日、定期的な監査を実施。1件の違反が認められた。(1)
疾病のおそれのある乗務(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第5項)

34 4

貨物 2020 6 10

株式会社デンテツ運輸
（法人番号
7220001004450） 代
表者谷坊哲夫

石川県金沢市打木町東
1436

本社営業所
石川県金沢市打
木町東1431-2

輸送施設の使用停止
処分（10日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項及び
同条第4項

令和2年1月17日、監査実施。2件の違反が認められた。（1）乗務時間
等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）（2）点呼の記録記載不備（安全規則第7条第5項）

1 1

タクシー 2020 6 10

有限会社やすいタクシー
（法人番号
6180002092186) 代表
者安井春雄

愛知県海部郡大治町大
字馬島字大道東191

本社営業所
愛知県海部郡大
治町大字馬島字
大道東191-1

輸送施設の使用停止
処分(10日車)

旅客自動車運送事業
運輸規則第26条第2
項

令和2年1月27日､監査方針に基づき､監査を実施｡1件の違反が認められ
た｡(1)運行記録計による記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第
26条第2項)

1 1



貨物 2020 6 11
株式会社 ＹＳＪ（法人
番号4030001119072）
代表者八木 孝之

埼玉県越谷市大間野町
４－２０１－１０

本社
埼玉県草加市長
栄２－４８－５
－１０４

輸送施設の使用停止
処分（180日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和元年9月3日、同月
30日監査を実施。15件の違反が認められた。（１）乗務時間等告示の
遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（２）疾
病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6
項）、（３）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条）、（４）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第8条第1項）、（５）運転者に対する指導監督違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（６）初任運転者に対す
る適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項）、（７）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第13条）、（８）整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第15条）、（９）運行管理者に対する指導及び監
督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条）、（１０）運行管
理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1
項）、（１１）運行管理補助者の要件違反（安全規則第18条第3項）、
（１２）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1
項）、（１３）事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第
3項）、（１４）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2
条）、（１５）運賃及び料金の未届出（貨物自動車運送事業報告規則
第2条の2）

18 18

貨物 2020 6 11

アートバンライン 株式
会社（法人番号
5120901015088） 代
表者木谷 誠二

大阪府茨木市島３丁目
５番４８号

横浜
神奈川県横浜市
神奈川区三枚町
１０８－７

輸送施設の使用停止
処分（70日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがあることを端緒として、令和元年9月4日、同年9月26
日及び令和2年1月9日監査を実施。8件の違反が認められた。（１）乗
務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4
項）、（２）)乗務時間等告示なお書きの遵守違反（安全規則第3条第4
項）、（３）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条）、（４）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第8条第1項）、（５）運行記録計による記録義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（６）運行指示書による指示
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3）、（７）運転
者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1
項）、（８）整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第15条）

7 7

貨物 2020 6 11

有限会社 柿沼運輸（法
人番号
4030002114543） 代
表者柿沼 康将

埼玉県大里郡妻沼町大
字善ヶ島５２４－５

本社
埼玉県大里郡妻
沼町大字善ヶ島
５２４－５

輸送施設の使用停止
処分（140日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和元年10月10日、監
査を実施。15件の違反が認められた。（１）疾病のおそれのある乗務
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（２）点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（３）点呼の記
録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）、（４）
乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第
1項）、（５）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第9条）、（６）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（７）高齢運転者に対する指導
監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（８）高
齢運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第2項）、（９）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第13条）、（１０）整備管理者の研修受講義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第15条）、（１１）運行管理者
の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1
項）、（１２）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条
第1項）、（１３）事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9
条第3項）、（１４）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2
条）、（１５）運賃及び料金の未届出（貨物自動車運送事業報告規則
第2条の2）

14 14

貨物 2020 6 11
南商事運輸有限会社（法
人番号4470002009583)
代表者河野孝司

香川県高松市香川町大
字浅野3483-5

本社営業所
香川県高松市下
田井町447-3

輸送施設の使用停止
処分（30日車)

貨物自動車運送事業
法第17条第1項

令和2年1月30日及び同年2月4日、労働局と合同で監査を実施したとこ
ろ、2件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が不適
切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度を超え、また所定
の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4
項）、(2)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、１箇月の拘
束時間の限度を超えて乗務していた者があったこと（安全規則第3条第
4項）

3 3

貨物 2020 6 11
有限会社東商（法人番号
2150002004817） 代
表者東田昌商

奈良県天理市田部町359
番地1

本社営業所
奈良県大和郡山
市池沢町140番地
の1

輸送施設の使用停止
（50日車）

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第17
条第1項

平成25年8月1日、同年8月29日及び同年9月17日、公安委員会からの通
報を端緒に監査を実施。8件の違反が認められた。（1）乗務時間等の
告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）、（2）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項
から第3項）、（3）乗務等の記録事項義務違反（安全規則第8条）、
（4）運行記録計による記録義務違反（安全規則第9条）、（5）運転者
に対する指導監督違反（安全規則第10条第1項）、（6）初任運転者及
び高齢運転者に対する指導監督違反（安全規則第10条第2項）、（7）
運行管理者補助者の要件違反（安全規則第18条第3項）、（8）事故の
未届出違反（法第24条）

5 5

タクシー 2020 6 11

新京和タクシー株式会社
（法人番号
7130001010499) 代表
者隠岐公史

京都府京都市南区吉祥
院蒔絵町23

本社
京都府京都市南
区吉祥院蒔絵町
23

文書警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数（駐
停車違反）が、過去一年以内に3件に達した。「旅客自動車運送事業者
が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運
転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第
1項)

0 0

貨物 2020 6 12
中日運輸株式会社(法人
番号8190001003447) 代
表者豊田博一

三重県亀山市関町久我
462-2

本社営業所
三重県亀山市関
町久我字大谷
462-2

輸送施設の使用停止
(90日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和元年10月16日､監査方針に基づき､監査を実施｡11件の違反が認めら
れた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条第4項)､(2)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第3条第6項)､(3)定期点検未実施(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3
条の2)､(4)点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第1項及び第3項）､(5)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第5項)､(6)運行記録計による記録義務違反(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第9条)､(7)運行指示書の作成義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)､(8)特定の運転者に対する指
導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(9)特定の
運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第10条第2項)､(10)輸送の安全にかかわる情報の公表義務違反(貨物自動
車運送事業法第24条の3)､(11)事業報告書及び事業実績報告書未提出(貨
物自動車運送事業法第60条第1項)

9 9

貨物 2020 6 12
鐵伸運輸株式会社（法人
番号7290001046528）
代表者原田進

福岡県北九州市門司区
新門司北1-5-1

門司営業所
福岡県北九州市
門司区新門司北
1-5-1

輸送施設の使用停止
（10日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項、法第17条
第4項

令和2年2月19日、監査実施。5件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規
則」)第3条第4項)、(2)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5
項)、(3)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(4)運転者に対す
る指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(5)特定運転者に対する適性診
断受診義務違反(安全規則第10条第2項)

1 1



貨物 2020 6 15
株式会社上村組（法人番
号2150001012564）
代表者上村智津子

奈良県香芝市旭ヶ丘1丁
目31番地の1

本社営業所
奈良県香芝市
旭ヶ丘1丁目31番
地の1

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項

令和2年2月12日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。2件の違反
が認められた。（1）乗務時間等の告示の遵守違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）運行管理者
の講習受講義務違反（安全規則第23条第1項）

3 3

貨物 2020 6 16

美野里運送倉庫株式会社
（法人番号
4050001011938） 代
表者岩松健臣

茨城県小美玉市堅倉
1698-12

富士見営業
所

長野県諏訪郡富
士見町富士見字
根重2001-1

輸送施設の使用停止
処分（100日車）

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
9条第3項及び第17
条第4項

令和2年3月10日、監査実施。7件の違反が認められた。（1）事業計画
変更事前届出違反（法第9条第3項）（2）点呼の実施義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」第7条第1項～第2項）
（3）点呼の記録不実記載（安全規則第7条第5項）（4）運転者台帳の
作成義務違反（安全規則第9条の5第1項）（5）運転者台帳の記載不備
(安全規則第9条の5第1項）（6）運転者に対する指導監督違反（安全規
則第10条第1項）（7）運行管理者に対する指導監督違反（安全規則第
22条）

10 10

貨物 2020 6 16

成田空港輸送 株式会社
（法人番号
1040001058867） 代
表者橋本 清市

千葉県成田市多良貝２
４５－３８０

本社
千葉県成田市吉
岡２１９－３

輸送施設の使用停止
処分（140日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和元年12月5日、監査
を実施。10件の違反が認められた。（１）乗務時間等告示の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（２）疾病のおそ
れのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、
（３）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条）、（４）乗務等の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第8条第1項）、（５）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第9条）、（６）運行指示書による指示義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3）、（７）運転者に対す
る指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、
（８）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第2項）、（９）運行管理者の講習受講義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項）、（１０）事業計画
の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）

14 14

貨物 2020 6 16

有限会社 トランスポー
ト・ジュン（法人番号
9030002021487） 代
表者丸 淳一

埼玉県さいたま市岩槻
区鹿室３６０

本社
埼玉県さいたま
市岩槻区鹿室３
６０

輸送施設の使用停止
処分（100日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の2

死亡事故を引き起こしたことを端緒として、令和元年11月26日、監査
を実施。7件の違反が認められた。（１）乗務時間等告示の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（２）点呼の実施
義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（３）運転者
に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1
項）、（４）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第13条）、（５））無車検運行（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第13条、道路運送車両法第58条第1項）（６）報告義務違反（貨物自
動車運送事業報告規則第2条）、（７）運賃及び料金の未届出（貨物自
動車運送事業報告規則第2条の2）

10 10

タクシー 2020 6 16

東海ハイヤー株式会社
（法人番号９４４０００
１００１３４１） 代表
者横田有一

函館市海岸町９番１２
号

本社営業所
函館市海岸町９
番地１２号

文書警告
道路運送法第27条第
３項

令和２年４月２７日、公安委員会からの通報等を端緒として監査を実
施。１件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督違反
（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１項）

0 0

貨物 2020 6 17

有限会社新栄建設工業
（法人番号
7220002007972） 代
表者新木孝志

石川県金沢市畝田東4-
1161

本社営業所
石川県金沢市東
蚊爪町1-2-1

輸送施設の使用停止
処分（50日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項及び
同条第4項

令和2年1月22日、監査実施。7件の違反が認められた。（1）乗務時間
等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）（2）休日労働の限度違反（安全規則第3条第4項）
（3）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項～第3項）（4）点呼の
実施不適切（安全規則第7条第1項～第3項）（5）点呼の記録義務違反
（安全規則第7条第5項）（6）点呼の記録記載不備（安全規則第7条第5
項）（7）運転者に対する指導監督違反（安全規則第10条第1項）

5 5

貨物 2020 6 17

木村商運 有限会社（法
人番号
7050002033771） 代
表者木村 市郎

茨城県稲敷郡河内町平
川３４１

葛飾
東京都葛飾区奥
戸６－１０－１
１

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年2
月13日、監査を実施。1件の違反が認められた。（１）運転者に対する
指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2020 6 17

有限会社 新星ロジテッ
ク（法人番号
5060002028517） 代
表者神田 英俊

栃木県小山市大字向原
新田９８－２３

本社
栃木県小山市大
字向原新田９８
－２３

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

死亡事故を引き起こしたことを端緒として、令和2年6月2日、監査を実
施。2件の違反が認められた。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第7条）、（２）運転者に対する指導監督違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2020 6 17

株式会社新星運輸商事
（法人番号
4120001126175） 代
表者佐野川谷裕之

大阪府大阪市鶴見区安
田1丁目11番10号

加古川営業
所

兵庫県加古郡稲
美町六分一1209-
364

輸送施設の使用停止
（50日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項

令和2年1月17日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。8件
の違反が認められた。（1）乗務時間等の告示の遵守違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）乗務
時間等告示なお書きの遵守違反（一運行の勤務時間）（安全規則第3条
第4項）、（3）健康状態の把握義務違反（安全規則第3条第6項）、
（4）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項から第3項）、（5）点
呼の記録事項義務違反（安全規則第7条第5項）、（6）運行指示書の記
載事項義務違反（安全規則第9条の3第1項から第3項）、（7）運転者台
帳の記載事項義務違反（安全規則第9条の5第1項）、（8）初任運転者
に対する適性診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）

5 5

貨物 2020 6 17
株式会社三愛工業（法人
番号6260001027242）
代表者末本光一

岡山県総社市北溝手
408-47

本店
岡山県総社市北
溝手408-47

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和2年6月17日、関係機関からの通報あったことを端緒として監査を
実施。1件の違反が確認された。（1）運転者に対する指導監督義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

タクシー 2020 6 17
三和交通株式会社（法人
番号1011501009453）
代表者太田祥平

東京都荒川区南千住3-
12-6

本社営業所
東京都荒川区南
千住3-12-6

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第３８条第
１項

令和2年6月17日、駐車違反があった旨東京都公安委員会からの通知を
端緒として調査を実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対する指
導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

3 3

貸切バス 2020 6 17

加西親栄自動車有限会社
(法人番号
9140002062280) 代表
者増田孝夫

兵庫県加西市大内町609
番地1号

本社
兵庫県加西市大
内町610番地5号

輸送施設の使用停止
処分（270日車）

道路運送法第27条第
3項

令和2年1月28日及び同年2月19日、近畿貸切バス適正化センターからの
通報を端緒として監査を実施。13件の違反が認められた。(1)運送引受
書の交付義務違反【未交付】(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸
規則」)第7条の2第1項)、(2)点呼の実施義務違反【不適切】(運輸規則
第24条第1項、第2項、第3項)、(3)点呼の記録義務違反【記録なし又は
記録の保存なし】(運輸規則第24条第5項)、(4)乗務等の記録義務違反
【記録なし又は記録の保存なし】(運輸規則第25条第1項、第2項、第4
項)、(5)乗務等の記録義務違反【記録事項の不備】(運輸規則第25条第1
項、第2項、第4項)、(6)運行記録計による記録義務違反【記録なし又は
記録の保存なし】(運輸規則第26条第1項)、(7)運行指示書の作成等義務
違反【運行指示書の作成、指示又は携行の義務違反】(運輸規則第28条
の2第1項)、(8)運行指示書の作成等義務違反【記載事項等の不備】(運
輸規則第28条の2第1項)、(9)乗務員台帳の作成、備付け義務違反【記
載事項等の不備】(運輸規則第37条第1項)、(10)「旅客自動車運送事業
者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による
運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(11)点検整
備記録簿等の記載義務違反等【未記載】(運輸規則第45条)、(12)整備管
理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条)、(13)運行管理者の講習(一
般講習)受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項)

27 27



貨物 2020 6 18

有限会社 三鉄建設（法
人番号
6420002005668） 代
表者三上鉄則

青森県青森市浪岡大字
銀字杉田116番地1

本社営業所
青森県青森市浪
岡大字銀字杉田
116番地1

輸送施設の使用停止
（100日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和元年5月9日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、8件の違
反が認められた｡（1）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則（以下｢安全規則｣）第7条第1項）、（2）点呼の記録義務違反
（安全規則第7条第5項）、（3）点呼の記録[不実記載]義務違反（安全
規則第7条第5項）、（4）乗務等の記録事項義務違反（安全規則第8
条）、（5）運転者台帳の作成義務違反（安全規則第9条の5第1項）、
（6）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）、
（7）初任運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第2
項）、（8）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第10
条第2項）

10 10

貨物 2020 6 18

有限会社たんぽぽ運送
（法人番号
7420002014791） 代
表者稲葉晃

青森県弘前市大字福田1
丁目3番地7

本社営業所
青森県弘前市大
字福田1丁目3番
地7

輸送施設の使用停止
（120日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第8
条第1項、法第17条
第1項及び法第17条
第4項

令和元年5月10日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、5件の
違反が認められた｡（1）営業所の位置（運輸局長が指定する区域外に
限る。）の違反（貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第2号）、
（2）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
（以下｢安全規則｣）第3条第4項）、（3）点呼の実施義務違反（安全規
則第7条第1項、第2項、第3項）、（4）点呼の記録[不実記載]義務違反
（安全規則第7条第5項）、（5）運転者に対する指導監督義務違反（安
全規則第10条第1項）

12 12

貨物 2020 6 18

株式会社エフジー物流
（法人番号
8380001004698） 代
表者降矢敏朗

福島県郡山市田村町金
屋字孫右エ門平26番地
の1

本社営業所
福島県郡山市田
村町金屋字孫右
エ門平26番地の1

輸送施設の使用停止
処分（130日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和元年7月25日及び8月8日、監査方針を端緒として監査を実施した結
果、3件の違反が認められた｡（1）乗務等の記録事項[不実記載]義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第8条）、
（2）運行記録計による記録[不実記録]義務違反（安全規則第9条）、
（3）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）

21 13

貨物 2020 6 18

有限会社みやび運輸（法
人番号
8350002013370） 代
表者佐藤律子

宮崎県西臼杵郡高千穂
町大字三田井1562-1

本社営業所
宮崎県西臼杵郡
高千穂町大字三
田井1562-1

事業の停止（7日
間）､輸送施設の使用
停止（368日車）、文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第8
条第1項、法第17条
第1項､法第17条第4
項、道路運送車両法
第48条

令和1年12月19日、監査実施。16件の違反が認められた。(1)（2）事業
計画(営業所・自動車車庫)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車
運送事業法第8条第1項)､(3)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運
送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)､(4)疾病、疲労等
のおそれのある乗務(安全規則第3条第6項)､(5)点呼の実施義務違反(安
全規則第7条)､(6)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)､(7)乗務等
の記録事項義務違反(安全規則第8条)､(8)運行記録計による記録義務違
反(安全規則第9条)､(9)運行指示書に係る（作成、指示、携行）義務違
反(安全規則第9条の3第1項)､(10)運転者台帳の作成義務違反(安全規則
第9条の5第1項)､(11)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の
5第1項)､(12)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)､(13)
運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1項)､
(14)特定運転者に対する特別な指導監督違反(安全規則第10条第2項)､
(15)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)､
(16)定期点検整備の実施違反(安全規則第13条、道路運送車両法第48条)

53 45

貨物 2020 6 18

有限会社エスケーカーゴ
（法人番号
1122002013545） 代
表者柳井大輔

大阪府八尾市沼2丁目
14-1

本社営業所
大阪府八尾市沼2
丁目14-1

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第17
条第4項

令和元年11月25日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。7件の違
反が認められた。（1）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則（以下「安全規則」）第7条第1項及び第2項）、（2）点呼の
記録事項義務違反（安全規則第7条第5項）、（3）（4）乗務等の記録
義務違反及び乗務等の記録事項義務違反（安全規則第8条）、（5）運
行記録計による記録義務違反（安全規則第9条）、（6）運行管理者の
講習受講義務違反（安全規則第23条第1項）、（7）報告義務違反（法
第60条第1項）

4 4

貨物 2020 6 18

広島中央運送株式会社
（法人番号
3240001009492） 代
表者平塩英司

広島県広島市西区草津
港1丁目8-1

本社営業所
広島県広島市西
区草津港1丁目8-
1

輸送施設の使用停止
（70日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項及び
同条第4項

令和元年6月21日及び同年10月23日、関係機関からの通報があったこと
を端緒として監査を実施。7件の違反が確認された。（1）乗務時間等
告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」第3条第4項）（2）疾病、疲労のおそれのある乗務禁止違反（安全
規則第3条第6項）（3）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項、第
2項及び第3項）（4）点呼の記録義務違反（安全規則第7条第5項）
（5）点呼の記載事項義務違反（安全規則第7条第5項）（6）乗務等の
記録事項義務違反（安全規則第8条第1項）（7）運転者台帳の記載事項
義務違反（安全規則第9条の5第1項）

7 7

タクシー 2020 6 18
洛陽交運株式会社（法人
番号8130001012024)
代表者粂田昌宏

京都府京都市南区西九
条森本町65

本社
京都府京都市南
区西九条森本町
65

文書警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数（駐
停車違反）が、過去一以内に3件に達した。「旅客自動車運送事業者が
事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転
者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1
項)

0 0

タクシー 2020 6 18

大阪自動車交通株式会社
(法人番号
4122001008403) 代表
者向井哲己

大阪府東大阪市御厨東2
丁目13番48号

本社
大阪府東大阪市
御厨東2丁目13番
48号

輸送施設の使用停止
(48日車)

道路運送法(以下
「法」)第13条

令和2年2月5日、苦情を端緒として調査を実施。1件の違反が認められ
た。運送引受義務違反(法第13条)

5 5

タクシー 2020 6 18

大丸タクシー株式会社
(法人番号
1120001132052) 代表者
秋山泰男

大阪府大阪市住之江区
北加賀屋5丁目5番62号

本社
大阪府大阪市住
之江区北加賀屋5
丁目5番62号

輸送施設の使用停止
(10日車)

道路運送法第27条第
3項

令和2年2月6日、公安委員会からの通報を端緒として監査を実施。2件
の違反が認められた。(1)点呼の記録義務違反【記載事項の不備】(旅客
自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第5項)、(2)「旅客
自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督
の指針」による運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1項)

2 1

貸切バス 2020 6 18
喜楽観光株式会社(法人
番号9140001074938)
代表者簑田達男

兵庫県加東市下久米字
田中629番地4号

本社
兵庫県加東市下
久米字田中629番
地4号

輸送施設の使用停止
処分（110日車）

道路運送法(以下
「法」)第9条の2第1
項

令和元年11月22日及び同年12月4日、法令違反の疑いを端緒として監査
を実施。8件の違反が認められた。(1)運賃料金事前届出、運賃料金変更
事前届出違反(法第9条の2第1項)、(2)運送引受書の交付義務違反【記載
事項の不備】(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の
2第1項)、(3)「旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項の規定に基づ
き、事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵
守違反(運輸規則第21条第1項)、(4)点呼の記録義務違反【記録なし又は
記録の保存なし】(運輸規則第24条第5項)、(5)点呼の記録義務違反【記
載事項の不備】(運輸規則第24条第5項)、(6)乗務等の記録義務違反【記
録事項の不備】(運輸規則第25条第1項、第2項、第4項)、(7)乗務員台帳
の作成、備付け義務違反【記載事項等の不備】(運輸規則第37条第1
項)、(8)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条)

11 11

貨物 2020 6 19
有限会社山口組(法人番
号8080402008460) 代表
者山口直久

静岡県浜松市中区上島
5-21-19

本社営業所
静岡県浜松市中
区上島5-21-19

輸送施設の使用停止
(20日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和元年10月29日､関係機関からの通知を端緒として､監査を実施｡7件
の違反が認められた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1項第4号)､(2)配置車両数違反(貨物自動車運送事業
法施行規則第6条第1項第1号)､(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(4)点呼の記録記載事項不備
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)乗務等の記録義務違
反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(6)運行記録計による記録
義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(7)事業報告書及び
事業実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項)

2 2



貨物 2020 6 19

名古屋貨物運輸倉庫株式
会社(法人番号
7180001076271)  代表
者辻雅之

愛知県小牧市大字多気
西町18

本社営業所
愛知県小牧市大
字多気西町44

輸送施設の使用停止
(30日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和元年10月23日､監査方針に基づき､監査を実施｡5件の違反が認めら
れた｡(1)事業計画変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第
1項第4号)､(2)事業計画変更の事後届出違反(貨物自動車運送事業法施行
規則第7条第1項第3号)､(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条第1項及び第2項)､(4)点呼の記録記載事項不備(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)乗務等の記録記載事項不備
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)

3 3

貨物 2020 6 19

株式会社関西物流システ
ム（法人番号
6130001048771） 代
表者中辻博司

京都市伏見区横大路畔
ノ内45番地2

滋賀営業所
滋賀県野洲市栄
2-8

輸送施設の使用停止
（50日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和元年11月21日、同年11月29日及び令和2年2月14日、法令違反の疑
いがあることを端緒に監査を実施。3件の違反が認められた。（1）点
呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第7条第1項及び第2項）、（2）点呼の記録義務違反（安全規則
第7条第5項）、（3）運転者台帳の記載事項義務違反（安全規則第9条
の5第1項）

5 5

貨物 2020 6 22

アジャストサービス株式
会社（法人番号
5320001006042） 代
表者一井成人

大分県大分市大字木上
414-1

本社営業所
大分県大分市大
字木上414-1

輸送施設の使用停止
（20日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項、法第17条
第4項、法第60条第
1項、道路運送法第
95条、道路運送車両
法第48条

令和1年7月17日、監査実施。8件の違反が認められた。(1)疾病、疲労
等のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規
則」)第3条第6項)、(2)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5
項)、(3)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(4)運転者台帳の
記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(5)運転者に対する指導監
督違反(安全規則第10条第1項)、(6)定期点検整備の実施違反(安全規則
第13条、道路運送車両法第48条)、(7)報告義務違反(貨物自動車運送事
業法第60条第1項)、(8)自動車に関する表示義務違反（道路運送法第95
条）

2 2

乗合バス 2020 6 22
阪急バス株式会社(法人
番号6120901019848) 代
表者井波洋

大阪府池田市井口堂1丁
目9番21号

伊丹
兵庫県伊丹市南
町3丁目1番地3号

輸送施設の使用停止
(10日車)

道路運送法第27条第
3項

令和2年2月6日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対
して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する指導監督義務違
反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

2 1

貨物 2020 6 23

有限会社 アクティブ
（法人番号
5030002096970） 代
表者小峰 元生

埼玉県東松山市松葉町
２－５－１２－３０４

埼玉（旧：
川越）

埼玉県坂戸市南
町１５－１０
（旧：埼玉県川
越市小堤５４９
－１９８）

輸送施設の使用停止
処分（250日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第5項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和元年9
月25日、監査を実施。8件の違反が認められた。（１）疾病のおそれの
ある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（２）点
呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（３）
点呼の記録の改ざん・不実記載違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条第5項）、（４）乗務等の記録の改ざん・不実記録違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（５）運行記録計による
記録の改ざん・不実記録違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9
条）、（６）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第1項）、（７）高齢運転者に対する指導監督違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（８）高齢運転者に対
する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条
第2項）

25 25

貨物 2020 6 23
株式会社 モテギ（法人
番号2070001020237）
代表者茂木 透

群馬県邑楽郡大泉町東
小泉１－２９－６

本社
群馬県邑楽郡大
泉町東小泉１－
２９－６

輸送施設の使用停止
処分（130日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

行政処分等を受けたにもかかわらず改善が認められないことを端緒と
して、令和元年10月29日、監査を実施。7件の違反が認められた。
（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第3条第4項）、（２）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条）、（３）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第8条第1項）、（４）運行記録計による記録義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（５）運転者に対す
る指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、
（６）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
13条）、（７）整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第15条）

33 33

貨物 2020 6 23

九州小田運輸株式会社
（法人番号
6290001057484） 代
表者荒木眞二

福岡県八女郡広川町大
字日吉1164-50

本社営業所
福岡県八女郡広
川町大字日吉
1164-50

輸送施設の使用停止
（30日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第4項

令和2年1月30日、監査実施。2件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規
則」)第3条第4項)､(2)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)

3 3

貨物 2020 6 23
株式会社光徳運輸（法人
番号5310001012801）
代表者森修

長崎県大村市溝陸町
975-1

本社営業所
長崎県大村市溝
陸町975-1

輸送施設の使用停止
（70日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第11
条､法第17条第1項、
法第17条第4項

令和1年9月27日、監査実施。9件の違反が認められた。(1)運送約款等
の掲示違反(貨物自動車運送事業法第11条)､(2)疾病、疲労等のおそれの
ある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第
6項)､(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)､(4)乗務等の記録事項義
務違反(安全規則第8条)､(5)運行記録計による記録義務違反(安全規則第
9条)､(6)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)､(7)
運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)､(8)特定運転者に
対する特別な指導監督違反(安全規則第10条第2項)､(9)特定運転者に対
する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)

7 7

貨物 2020 6 23
株式会社岡鉄工業（法人
番号4120101034864）
代表者岡鉄之助

大阪府富田林市南旭ヶ
丘町9番30号

本社営業所
大阪府富田林市
南旭ヶ丘町9番30
号

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和元年11月29日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。7件の違
反が認められた。（1）乗務時間等の告示の遵守違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）点呼の実
施義務違反（安全規則第7条第1項から第3項）、（3）点呼の記録事項
義務違反（安全規則第7条第5項）、（4）（5）乗務等の記録義務違反
及び乗務等の記録事項義務違反（安全規則第8条）、（6）運行記録計
による記録義務違反（安全規則第9条）、（7）運行管理者の講習受講
義務違反（安全規則第23条第1項）

4 4

貨物 2020 6 23

有限会社アサヒ商運（法
人番号
7150002003822） 代
表者勝倉浩司

大阪府四條畷市砂583番
地の1

本社営業所
大阪府四條畷市
砂3丁目3番5号

輸送施設の使用停止
（100日車）

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第17
条第1項

令和2年1月14日及び同年2月19日、関係機関からの情報を端緒に監査を
実施。11件の違反が認められた。（1）事業計画変更認可違反（自動車
車庫の位置）（法第9条第1項）、（2）事業計画変更事前届出違反（各
営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数違反）（法第9条第3項
前段）、（3）健康状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則（以下「安全規則」）第3条第6項）、（4）点呼の実施義務違反
（安全規則第7条第1項及び第2項）、（5）点呼の記録事項義務違反
（安全規則第7条第5項）、（6）乗務等の記録事項義務違反（安全規則
第8条）、（7）運行記録計による記録義務違反（安全規則第9条）、
（8）運転者台帳の記載事項義務違反（安全規則第9条の5第1項）、
（9）運転者に対する指導監督違反（安全規則第10条第1項）、（10）
初任運転者及び高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則
第10条第2項）、（11）報告義務違反（法第60条第1項）

10 10

タクシー 2020 6 23

有限会社阿寒観光ハイ
ヤー（法人番号３４６０
００２０００１５６）
代表者松岡篤寛

北海道釧路市阿寒町新
町２丁目４番７号

本社営業所
北海道釧路市阿
寒町新町２丁目
４番７号

輸送施設の使用停止
（２０日車）及び文
書警告

道路運送法（以下
「法」）第20条、法
第27条第３項

令和２年４月２３日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を
端緒として監査を実施。４件の違反が認められた。（１）営業区域外
旅客運送違反（道路運送法第２０条）、（２）点呼の実施義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第２４条第１
項、第２項）、（３）点呼の記録事項義務違反（運輸規則第２４条第
５項）、（４）乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第２５条第３
項、第４項）

2 2

タクシー 2020 6 23

有限会社Ｂｕｉｃｋ（法
人番号
6010802018910） 代
表者鈴木将也

東京都大田区久が原2-
6-1

本社営業所
東京都大田区久
が原2-6-1

輸送施設の使用停止
処分（10日車）

道路運送車両法第４
８条

令和1年8月22日及び令和1年9月26日、新規許可を受けたことを端緒と
して監査を実施。1件の違反が認められた。(1)定期点検整備の未実施
(道路運送車両法第48条)

1 1



タクシー 2020 6 23
三和交通株式会社（法人
番号6360001001022）
代表者又吉世哲

沖縄県南風原町字新川
420番地6

古波蔵営業
所

沖縄県那覇市古
波蔵3丁目3番地
41号

輸送施設の使用停止
（50日車）及び文書
警告

道路運送法第27条3
項

令和2年1月6日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として監査実施。
4件の違反が認められた。(1)運転者の健康状態の把握義務違反(旅客自
動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第5項)、(2)点呼の実
施義務違反(運輸規則第24条第1項、2項)、(3)点呼の記録義務違反（運
輸規則第24条第5項）、（4）高齢運転者に対する適性診断受診義務違
反（運輸規則第38条第2項）

5 5

貸切バス 2020 6 23

華桜国際観光株式会社
（法人番号５４３０００
１０７０９２８） 代表
者馬栩楓

北海道札幌市北区北１
５条西５丁目１番７号

千歳営業所
北海道千歳市上
長都１１１９番
地５

輸送施設の使用停止
（８０日車）及び文
書警告

道路運送法（以下
「法」）第９条の２
第１項、法第２７条
第３項、法第２９条
の３

令和２年１月２１日及び令和２年１月２８日、その他事故、法令違
反、事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。５件の違反が認め
られた。（１）運賃料金事前届出、運賃料金変更事前届出義務違反
（道路運送法第９条の２第１項）、（２）運送引受書の記載事項義務
違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第７条の２
第１項）、（３）疾病、疲労等のおそれのある乗務（運輸規則第２１
条第５項）、（４）乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第３７
条第１項）、（５）輸送の安全にかかわる公表情報の報告義務違反
（運輸規則第４７条の７第１項）

12 8

貨物 2020 6 24
有限会社由栄建興（法人
番号4470002009030)
代表者上野由喜

香川県高松市生島町
609-9

本店営業所
香川県高松市亀
水町53-1、53-6

輸送施設の使用停止
（30日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項、第
4項、第18条第1
項、第24条の4、第
60条第1項

令和2年1月10日及び同年2月7日、死亡事故を端緒として監査を実施し
たところ、13件の違反が確認された。(1)運転者の健康状態の把握が確
実になされていなかったこと（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以
下「安全規則」）第3条第6項）、(2)事業用自動車の定期点検整備の記
録の保存が確実になされていなかったこと（安全規則第3条の2）、(3)
整備管理者に対して、法令で定められた研修を受講させていなかった
こと（安全規則第3条の4）、(4)運転者に対する点呼が確実になされて
いなかったこと（安全規則第7条第1項、第2項、第3項）、(5)運転者に
対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと（安全規則第7
条第5項）、(6)運転者の乗務について定められた事項の記録が不適切で
あったこと（安全規則第8条）、(7)運行記録計による記録の保存が確実
になされていなかったこと（安全規則第9条）、(8)運転者台帳の作成が
確実になされていなかったこと（安全規則第9条の5第1項）、(9)運転
者台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと（安全規
則第9条の5第1項）、(10)新たに雇い入れした運転者に対して事業用自
動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項についての特別な
指導が不適切だったこと（安全規則第10条第2項）、(11)要件を満たさ
ない者が運行管理者の業務の補助者として点呼を行っていたこと（安
全規則第18条第3項）、(12)法令に基づく社会保険等（厚生年金保険、
雇用保険）への適正な加入がなされていなかったこと（貨物自動車運
送事業法施行規則第14条第2号）、(13)事業報告書及び事業実績報告書
の提出をしていなかったこと（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

3 3

貨物 2020 6 24
有限会社平野物流（法人
番号6240002035048）
代表者平野和之

広島県呉市川尻町森2丁
目9-27

本社営業所
広島県呉市川尻
町森2丁目9-27

事業停止（30日
間）、輸送施設の使
用停止（70日車）及
び文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
11条、法第17条第1
項及び同条第4項

令和元年10月9日及び同年10月30日、死亡事故を端緒として監査を実
施。11件の違反が確認された。（1）運送約款掲示義務違反（貨物自動
車運送事業法第11条）（2）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則（以下「安全規則」)第3条第4項）（3）点呼の実
施義務違反（安全規則第7条第1項、第2項）（4）乗務等の記録事項義
務違反（安全規則第8条第1項）（5）運転者台帳の作成義務違反（安全
規則第9条の5第1項）（6）運転者に対する指導監督義務違反（安全規
則第10条第1項）（7）特定の運転者に対する適性診断受診義務違反
（安全規則第10条第2項）（8）特定の運転者に対する特別な指導義務
違反（安全規則第10条第2項）（9）整備管理者研修受講義務違反（安
全規則第15条）（10）運行管理者講習受講義務違反（安全規則第23条
第1項）（11）運行管理補助者の要件違反（安全規則第18条第3項）

37 37

タクシー 2020 6 24

タックン大阪株式会社
(法人番号
2120001124651) 代表者
大沼仁洪

大阪府大阪市城東区今
福東1丁目9番37号

本社
大阪府大阪市城
東区今福東1丁目
9番37号

輸送施設の使用停止
(30日車)

道路運送法第27条第
3項

令和2年1月22日、公安委員会からの通報を端緒として監査を実施。2件
の違反が認められた。(1)疾病、疲労等のおそれのある乗務(旅客自動車
運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第5項)、(2)点呼の記録義
務違反【記載事項の不備】(運輸規則第24条第5項)、(3)「旅客自動車運
送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」
(以下「運転者に対する指導監督告示」という。)による運転者に対する
指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(4)運転者に対する指導及び
監督に係る記録の作成・保存義務違反【記載事項等の不備】(運輸規則
第38条第1項)、(5)運転者に対する指導監督告示による運転者に対する
特別な指導及び適性診断受診義務違反【適性診断の受診状況】(運輸規
則第38条第2項)

18 3

貨物 2020 6 25

株式会社JETKNIGHT
（法人番号
1290001072876） 代
表者上阪正明

福岡県糟屋郡粕屋町原
町1-9-10

本社営業所
福岡県糟屋郡粕
屋町原町1-9-10

輸送施設の使用停止
（30日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第8
条第1項、法第17条
第1項第1号、法第
17条第4項

令和1年12月19日、監査実施。4件の違反が認められた。(1)事業計画
(自動車車庫)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法第8
条第1項)､(2)疾病、疲労等のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸
送安全規則(以下「安全規則」)第3条第6項)､(3)運転者台帳の記載事項
義務違反(安全規則第9条の5第1項)､(4)運転者に対する指導監督違反(安
全規則第10条第1項)

3 3

貨物 2020 6 25
株式会社双葉運輸（法人
番号1330001012175）
代表者山田勝利

熊本県玉名市大浜町
2173-1

本社営業所
熊本県玉名市大
浜町2173-1

輸送施設の使用停止
（130日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第8
条第1項、法第17条
第1項、法第17条第
4項

令和2年1月16日、監査実施。11件の違反が認められた。(1)(2)事業計
画(自動車車庫・配置車両数)に定めるところに従う義務違反(貨物自動
車運送事業法第8条第1項)、(3)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動
車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(4)乗務時間
等の基準なお書き違反(安全規則第3条第4項)、(5)疾病、疲労等のおそ
れのある乗務(安全規則第3条第6項)、(6)点呼の実施義務違反（安全規
則第7条)、(7)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(8)運行
指示書の記載事項義務違反(安全規則第9条の3第1項)、(9)運転者に対す
る指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(10)特定運転者に対する特別
な指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(11)特定運転者に対する適性
診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)

13 13

貨物 2020 6 25
日本商運株式会社（法人
番号5122001019663）
代表者田中康正

大阪府八尾市青山町1丁
目6番5号

本社営業所
大阪府八尾市青
山町1丁目6番5号

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(放
置行為)が過去1年以内に3件に達した。（1）運転者の指導監督義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2020 6 25
合同会社山陰貨物（法人
番号8280003001126 ）
代表者坂本弘貴

島根県出雲市白枝町
792-１ブルーム白枝301

本社営業所
島根県出雲市白
枝町792-１ブ
ルーム白枝301

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

過去1年以内における当該営業所に係る最高速度違反件数が1年以内で3
件に達したことを端緒として、令和2年6月25日に監査を実施。1件の違
反が確認された。（1）運転者に対する指導監督義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2020 6 26

ヤマト運輸株式会社（法
人番号
1010001092605） 代
表者栗栖利蔵

東京都中央区銀座2丁目
16番10号

大阪天神橋
支店営業所

大阪府大阪市北
区錦町1-2

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(放
置行為)が過去1年以内に3件に達した。（1）運転者の指導監督義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0



貨物 2020 6 26
有限会社ＫＯ運送（法人
番号5122002017187）
代表者川原秋夫

東大阪市衣摺6丁目3-28 本社営業所
大阪府東大阪市
衣摺6丁目3-28

輸送施設の使用停止
（245日車）

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第17
条第4項

令和元年11月18日及び令和2年1月27日、関係機関からの情報を端緒に
監査を実施。13件の違反が認められた。（1）事業計画変更認可違反
（自動車車庫の位置）（法第9条第1項）、（2）健康状態の把握義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第6
項）、（3）点呼の実施不適切（安全規則第7条第1項及び第2項）、
（4）アルコール検知器備え義務違反（安全規則第7条第4項）、（5）
点呼の記録義務違反（安全規則第7条第5項）、（6）乗務等の記録事項
義務違反（安全規則第8条）、（7）運行記録計による記録義務違反
（安全規則第9条）、（8）運転者台帳の記載事項義務違反（安全規則
第9条の5第1項）、（9）高齢運転者に対する適性診断受診義務違反
（安全規則第10条第2項）、（10）定期点検整備の実施違反（3ヶ月点
検）（安全規則第13条、道路運送車両法第48条）、（11）整備管理者
の研修受講義務違反（安全規則第15条）、（12）運行管理者の講習受
講義務違反（安全規則第23条第1項）、（13）報告義務違反（法第60条
第1項）

25 25

タクシー 2020 6 26

協和タクシー株式会社
(法人番号
4140001048509) 代表者
五十嵐一俊

兵庫県尼崎市北初島町
19番地3号

本社
兵庫県尼崎市北
初島町19番地3号

輸送施設の使用停止
(38日車)

道路運送法第27条第
3項

令和2年1月22日、公安委員会からの通報を端緒として監査を実施。4件
の違反が認められた。(1)「旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項
の規定に基づき、事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係
る基準」の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)
第21条第1項)、(2)「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に
対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する指導監督義務
違反(運輸規則第38条第1項)、(3)整備管理者選任(変更)の未届出、虚偽
届出【未届出】(運輸規則第45条)、(4)運行管理者の講習(一般講習)受
講義務違反(運輸規則第48条の4第1項)

4 4

貨物 2020 6 29
有限会社柴山通商(法人
番号8200002008682) 代
表者山田幸也

岐阜県各務原市前渡西
町十丁目6番地

本社営業所
岐阜県各務原市
前渡西町十丁目6
番地

輸送施設の使用停止
(50日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和元年10月2日､関係機関からの通知を端緒として､監査を実施｡6件の
違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)一の運行の勤務時間遵守違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(3)点呼の実施義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(4)乗務等の記録記載
事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(5)運行記録計によ
る記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(6)運転者に
対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1
項)

5 5

貨物 2020 6 29
株式会社とらや(法人番
号4180001038910) 代表
者中島貴司

愛知県名古屋市緑区大
高町字川添78番

本社営業所
愛知県名古屋市
緑区大高町字川
添78番

輸送施設の使用停止
処分(50日車)

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

令和元年11月13日､監査方針に基づき､監査を実施｡2件の違反が認めら
れた｡(1)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6
項)､(2)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第2項)

5 5

貨物 2020 6 29

シモハナ物流株式会社
（法人番号
1240001036407) 代表者
下花実

広島県安芸郡坂町横浜
中央1丁目6-30

一宮第一営
業所

愛知県一宮市奥
町風田27-1

輸送施設の使用停止
処分(10日車)

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第22条

令和元年11月7日､監査方針に基づき､監査を実施｡1件の違反が認められ
た｡(1)運行管理者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第22条)

1 1

タクシー 2020 6 29

株式会社青葉タクシー
（法人番号
4370001006765） 代
表者藤島眞由美

宮城県仙台市青葉区台
原4丁目4番5号

田子営業所
宮城県仙台市宮
城野区田子1丁目
8-45

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年6月29日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実施した
結果、1件の違反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

タクシー 2020 6 29

観光第一交通株式会社
（法人番号
5370001004454） 代
表者北浦歳彦

宮城県仙台市若林区卸
町東1丁目1番56号

本社営業所
宮城県仙台市若
林区卸町東1丁目
1番56号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年6月29日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実施した
結果、1件の違反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

11 0

タクシー 2020 6 29

合資会社国見港湾観光タ
クシー（法人番号
3310003001738） 代
表者中川滋

長崎県雲仙市国見町土
黒甲194-1

港営業所
長崎県雲仙市国
見町土黒甲21-9

輸送施設の使用停止
（40日車）及び文書
警告

道路運送法第27条第
3項

令和1年12月25日、監査実施。7件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反（旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第
21条第1項）、(2)点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条第5項）、
(3)乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第25条）、(4)乗務員台帳の記
載事項義務違反（運輸規則第37条第1項）、(5)運転者に対する指導監
督違反（運輸規則第38条第1項）、(6)特定運転者に対する特別な指導
監督違反（運輸規則第38条第2項）、(7)特定運転者に対する適性診断
受診義務違反（運輸規則第38条第2項）

4 4

貨物 2020 6 30

有限会社 新井清掃（法
人番号
2030002117424） 代
表者新井 健治

埼玉県行田市大字下忍
２２１－３

本社
埼玉県行田市大
字下忍２２１－
３

輸送施設の使用停止
処分（30日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

過積載運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年
2月17日、監査を実施。1件の違反が認められた。（１）過積載運送
（貨物自動車運送事業法第17条第3項）

3 3

貨物 2020 6 30

株式会社 松栄運送（法
人番号
8030001095599） 代
表者山崎 吉太郎

埼玉県三郷市彦川戸２
－１０４

本社
埼玉県三郷市上
彦名３４６－４
－２０３

輸送施設の使用停止
処分（30日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

過積載運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年
3月5日、監査を実施。1件の違反が認められた。（１）過積載運送（貨
物自動車運送事業法第17条第3項）

3 3

貨物 2020 6 30
川崎運送有限会社（法人
番号6490002008193)
代表者森義彦

高知県四万十市鍋島985 本社営業所
高知県四万十市
鍋島字上ミノハ
ナ985

輸送施設の使用停止
（30日車)文書警告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項、第
4項

令和元年11月26日、死亡事故を端緒として監査を実施したところ、5件
の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が不適切であ
り、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度を超え、また所定の休息
期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと（貨物自
動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、(2)運
転者の過労防止に関する措置が不適切であり、１箇月の拘束時間の限
度を超えて乗務していた者があったこと（安全規則第3条第4項）、(3)
運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと（安
全規則第7条第5項）、(4)運転者の乗務について定められた事項の記録
が不適切であったこと（安全規則第8条）、(5)運行記録計による記録が
確実になされていなかったこと（安全規則第9条）

3 3

貨物 2020 6 30
臼杵運送株式会社（法人
番号4320201000069）
代表者足立哲

大分県臼杵市大字福良
1766-1

大阪支店営
業所

大阪府大阪市住
之江区南港東4-
9-3

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第1項

令和2年4月6日及び同年6月1日、死亡事故を引き起こしたことを端緒と
して監査を実施。6件の違反が認められた。（1）乗務時間等の告示の
遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3
条第4項）、（2）定期点検整備の整備記録簿保存義務違反（安全規則
第3条の2第2号、道路運送車両法第49条）、（3）点呼の実施義務違反
（安全規則第7条第1項から第3項）、（4）点呼の記録事項義務違反
（安全規則第7条第5項）、（5）乗務等の記録事項義務違反（安全規則
第8条）、（6）運転者台帳の記載事項義務違反（安全規則第9条の5第1
項）

0 0



貨物 2020 6 30
株式会社関西通商（法人
番号8260001001773 ）
代表者尾崎功

岡山県岡山市南区郡
2210-1

本社営業所
岡山県岡山市南
区郡2210-1

輸送施設の使用停止
（160日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
9条第3項前段、法第
17条第1項及び同条
第4項、法第18条第
1項及び法第25条第
2項

平成30年10月15日及び令和元年7月22日、情報提供を端緒として監査
を実施。15件の違反が確認された。（1）事業計画変更事前届出違反
（自動車の種別ごとの数）（貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1
項第1号）（2）乗務時間等告示遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則（以下「安全規則」)第3条第4項）（3）疾病、疲労のおそれの
ある乗務禁止違反（安全規則第3条第6項）（4）点呼の実施義務違反
（安全規則第7条第1項及び第2項）（5）点呼の記載事項義務違反（安
全規則第7条第5項）（6）乗務等の記録事項義務違反（安全規則第8条
第1項）（7）運転者台帳の作成義務違反（安全規則第9条の5第1項）
（8）運転者台帳の記載事項義務違反（安全規則第9条の5第1項）（9）
運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）（10）特定
の運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）
（11）特定の運転者に対する特別な指導義務違反（安全規則第10条第2
項）（12）整備管理者の研修受講義務違反（安全規則第15条）（13）
運行管理者の講習受講義務違反（安全規則第23条第1項）（14）運行管
理補助者の要件違反（安全規則第18条第3項）（15）社会保険等加入義
務違反（貨物自動車運送事業法第25条第2項）

16 16

タクシー 2020 6 30

株式会社宝タクシー（法
人番号
2370001003533） 代
表者佐々木昌二

宮城県仙台市若林区卸
町東5丁目2番7号

本社営業所
宮城県仙台市若
林区卸町東5丁目
2番7号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年6月30日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実施した
結果、1件の違反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

タクシー 2020 6 30

仙都タクシー株式会社
（法人番号
1370001005398） 代
表者山下晴也

宮城県仙台市宮城野区
日の出町2丁目5番17

本社営業所
宮城県仙台市宮
城野区日の出町2
丁目5番17

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年6月30日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実施した
結果、1件の違反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

タクシー 2020 6 30 吉澤 三郎 東京都足立区 個人 東京都足立区
輸送の安全確保命
令、輸送施設の使用
停止処分（33日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第２５条第
３項

令和元年5月31日、法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として監査を
実施。2件の違反が認められた。(1)乗務記録の記録事項の不備(旅客自
動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第25条第3項)､(2)乗務等の記録
義務違反(運輸規則第25条第3項)

4 4

タクシー 2020 6 30
七福交通株式会社（法人
番号3010601003488）
代表者橋本英晴

東京都江東区亀戸8-26-
10

本社営業所
東京都江東区亀
戸8-26-10

輸送施設の使用停止
処分（17日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第２１条第
１項

令和元年9月24日、法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として監査を
実施。2件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(旅客
自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第21条第1項)､(2)運転者に対
する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)

2 2

タクシー 2020 6 30

有限会社信栄サービス
（法人番号
1010402009447） 代
表者増本敦

東京都港区芝浦4-5-9 本社営業所
東京都大田区西
糀谷4-2-18-101

輸送施設の使用停止
処分（20日車）

道路運送法第２０条
令和元年9月10日、新規許可を受けたことを端緒として監査を実施。1
件の違反が認められた。(1)営業区域外運送違反(道路運送法第20条)

2 2

タクシー 2020 6 30

有限会社稲毛構内タク
シー（法人番号
7040002001226） 代
表者大越一朋

千葉県千葉市美浜区高
洲1-19-2

本社営業所
千葉県千葉市美
浜区高洲1-19-2

輸送施設の使用停止
処分（50日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第２１条第
５項

令和元年10月4日、死亡事故があった旨公安委員会からの通知を端緒と
して監査を実施。5件の違反が認められた。(1)健康状態の把握義務違反
(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第21条第5項)､(2)点呼の
記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)､(3)運転者に対する指導監督
義務違反(運輸規則第38条第1項)､(4)高齢運転者に対する告示で定める
特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､(5)高齢運転者に対する適
性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)

5 5

貨物 2020 7 1

有限会社マルタカ物流
サービス(法人番号
8200002023038)  代表
者高内優一

岐阜県多治見市生田町3
丁目149番地

本社営業所
岐阜県多治見市
生田町3丁目149
番地

輸送施設の使用停止
(10日車)

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条

令和元年10月28日､監査方針に基づき､監査を実施｡1件の違反が認めら
れた｡(1)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第9条)

1 1

貨物 2020 7 1
株式会社入丸(法人番号
9180001077409)  代表
者丸子三十四

愛知県春日井市前並町2
丁目11番地の21

員弁営業所
三重県いなべ市
北勢町麓村字丸
切193-1

輸送施設の使用停止
(20日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第6条第1
項第1号

令和元年10月30日､監査方針に基づき､監査を実施｡4件の違反が認めら
れた｡(1)配置車両数違反(貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1
号)､(2)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)､
(3)運転者台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条
の5第1項)､(4)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第9条の5第1項)

2 2

貨物 2020 7 1
名和運送有限会社（法人
番号4270002008432）
代表者近藤博紀

鳥取県西伯郡大山町名
和990-2

名和町
鳥取県西伯郡大
山町名和990-2

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

過去1年以内における当該営業所に係る最高速度違反件数が1年以内で3
件に達したことを端緒として、令和2年7月1日に監査を実施。1件の違
反が認められた。運転者に対する指導監督義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2020 7 1

株式会社キョーネン（法
人番号
7290001012760） 代
表者竹内誠

福岡県福岡市博多区古
門戸町1-1

大分営業所
大分県大分市青
崎1-5-34

輸送施設の使用停止
(10日車)、文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第2号、法第
17条第4項、法第18
条第1項、法第18条
第3項､道路運送車両
法第48条

令和2年2月13日、監査実施。7件の違反が認められた。(1)定期点検整
備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）
第3条の2、道路運送車両法第48条)､(2)点呼の実施義務違反(安全規則第
7条)､(3)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)､(4)運転者台帳
の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)､(5)運行管理者の講習受
講義務違反(安全規則第23条第1項)､(6)運行管理者の補助者の要件違反
（安全規則第18条第3項）､(7)運行管理者の選任(解任)未届出違反(安全
規則第19条)

1 1

貨物 2020 7 1
大豊陸運有限会社（法人
番号1290002053537）
代表者福村幸栄

福岡県大川市大字下林
字堀の内466-1

本社営業所
福岡県大川市大
字下林字堀の内
463､463-2

輸送施設の使用停止
(20日車)、文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項、法第17条
第4項

令和1年11月21日、監査実施。4件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項)､(2)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)､(3)運転者
台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)､(4)運転者に対する
指導監督違反(安全規則第10条第1項)

2 2

タクシー 2020 7 1

三重名鉄タクシー株式会
社（法人番号
9190001010582) 代表
者水野潔

三重県松阪市末広町1丁
目240番地1

松阪営業所
三重県松阪市末
広町1丁目240番
地1

輸送施設の使用停止
(10日車)及び文書警
告

旅客自動車運送事業
運輸規則第25条第3
項

令和2年1月8日、重傷事故を引き起こしたことを端緒として、監査を実
施。6件の違反が認められた。(1)乗務等の記録記載事項不備(旅客自動
車運送事業運輸規則第25条第3項)､(2)事故の記録記載事項の不備(旅客
自動車運送事業運輸規則第26条の2)､(3)運転者に対する指導監督義務違
反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)､(4)運転者に対する指導
監督記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)､(5)
特定の運転者に対する指導義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38
条第2項)､(6)日常点検未実施(旅客自動車運送事業運輸規則第45条)

2 1

タクシー 2020 7 1

有限会社通津タクシー
（法人番号
2250002018278） 代
表者隅泰男

山口県岩国市大字通津
2891番地5

本店営業所
山口県岩国市大
字通津2891番地5

輸送施設の使用停止
（60日車）及び文書
警告

道路運送法第27条第
3項及びタクシー業
務適正化特別措置法
第16条第1項

令和元年9月3日及び同年10月23日、死亡事故を端緒として監査を実
施。5件の違反が認められた。(1)疾病、疲労等のおそれのある乗務禁止
違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第21条第5
項）、(2)運転者に対する指導監督義務違反（運輸規則第38条第1
項）、(3)特定の運転者に対する特別な指導義務違反（運輸規則第38条
第2項）、(4)特定の運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第
38条第2項）、(5)運転者証返納義務違反（タクシー業務適正化特別措
置法第16条第1項）

6 6

タクシー 2020 7 1

城山タクシー株式会社
（法人番号
6310001005564） 代
表者望月延也

長崎県佐世保市折橋町
13-5

本社営業所
長崎県佐世保市
折橋町13-5

輸送施設の使用停止
(20日車)、文書警告

道路運送法第27条第
3項

令和2年1月22日、監査実施。7件の違反が認められた。､(1)乗務等の記
録事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）
第25条）､(2)乗務員台帳の作成義務違反（運輸規則第37条第1項）､(3)
乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条第1項）､(4)運転者に
対する指導監督違反（運輸規則第38条第1項）､(5)特定運転者に対する
特別な指導監督違反（運輸規則第38条第2項）､(6)特定運転者に対する
適性診断受診義務違反（運輸規則第38条第2項）､(7)地理・応接の指導
監督の記録、保存義務違反（運輸規則第40条第3項）

2 2



タクシー 2020 7 1

大津第一交通株式会社
(法人番号
9160001000537) 代表
者北浦歳彦

滋賀県大津市柳ヶ崎5番
地8号

高島

滋賀県高島市新
旭町大字北畑字
上タモノ木807番
地2号

輸送施設の使用停止
(20日車)

道路運送法第27条第
3項

令和2年1月21日、同年1月29日及び同年2月26日、長期未実施を端緒と
して監査を実施。5件の違反が認められた。(1)点呼の実施義務違反【未
実施】(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第1項、
第2項)、(2)乗務等の記録義務違反【記録事項の不備】(運輸規則第25条
第3項、第4項)、(3)乗務員台帳の作成、備付け義務違反【記載事項等の
不備】(運輸規則第37条第1項)、(4)「旅客自動車運送事業者が事業用自
動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対す
る特別な指導及び適性診断受診義務違反【適性診断の受診状況】(運輸
規則第38条第2項)、(5)運行管理者の講習(一般講習)受講義務違反(運輸
規則第48条の4第1項)

2 2

貨物 2020 7 2

ウイング・ロジスティッ
クサポート有限会社（法
人番号
4290802012276） 代
表者渡邉誠

福岡県北九州市小倉南
区大字曽根4341-4

本社営業所
福岡県北九州市
小倉南区大字曽
根4341-4

輸送施設の使用停止
(70日車)、文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第8
条第1項、法第17条
第1項第1号、法第
17条第4項

令和2年2月18日、監査実施。8件の違反が認められた。(1)事業計画(自
動車車庫)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法第8条
第1項)､(2)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則（以下「安全規則」）第3条第4項)､(3)点呼の実施義務違反(安全規
則第7条)､(4)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)､(5)乗務等
の記録事項義務違反(安全規則第8条)､(6)運転者台帳の記載事項義務違
反(安全規則第9条の5第1項)､(7)特定運転者に対する特別な指導監督違
反(安全規則第10条第2項)､(8)特定運転者に対する適性診断受診義務違
反(安全規則第10条第2項)

7 7

貨物 2020 7 3
大親港運株式会社（法人
番号4380001014924）
代表者大村克宏

福島県いわき市小名浜
玉川町西20番地の7

本店営業所
福島県いわき市
小名浜島字入海
50番地

輸送施設の使用停止
（120日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

平成31年2月21日、3月4日及び4月12日、監査方針を端緒として監査を
実施した結果、6件の違反が認められた｡（1）点呼の実施義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第7条第1項）、
（2）点呼の記録[不実記載]義務違反（安全規則第7条第5項）、（3）
運行記録計による記録[不実記録]義務違反（安全規則第9条）、（4）運
転者台帳の記載事項義務違反（安全規則第9条の5第1項）、（5）運転
者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）、（6）定期点
検整備記録簿の記載義務違反（安全規則第13条及び道路運送車両法第
49条）

12 12

貨物 2020 7 3
有限会社栄信代行（法人
番号7100002030714）
代表者清水洋一

長野県諏訪郡原村４７
５２

本社営業所
長野県諏訪郡原
村４７５２番地
イ

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項及び
同条第4項

令和元年9月10日、監査実施。3件の違反が認められた。（1）乗務時間
等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）（2）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項～
第3項）（3）点呼の記録記載不備（安全規則第7条第5項）

3 3

貨物 2020 7 3
アムス株式会社（法人番
号4470001007002) 代
表者齊藤明彦

香川県綾歌郡綾川町陶
1087-1

綾南営業所
香川県綾歌郡綾
川町陶1087-1

輸送施設の使用停止
（20日車)文書警告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項、第
4項、第25条第2項

令和元年8月5日及び同年同月19日、労働局からの通報を端緒として監
査を実施したところ、7件の違反が確認された。(1)運転者の健康状態の
把握が確実になされていなかったこと（貨物自動車運送事業輸送安全
規則（以下「安全規則」）第3条第6項）、(2)運転者に対する点呼が確
実になされていなかったこと（安全規則第7条第1項、第2項、第3
項）、(3)運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であった
こと（安全規則第7条第5項）、(4)運転者台帳の作成が確実になされて
いなかったこと（安全規則第9条の5第1項）、(5)運転者台帳について
定められた事項の記録が不適切であったこと（安全規則第9条の5第1
項）、(6)整備管理者の変更の届け出をしていなかったこと（道路運送
車両法第52条）、(7)法令に基づく社会保険等（厚生年金保険、雇用保
険）への適正な加入がなされていなかったこと（貨物自動車運送事業
法第25条第2項）
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貨物 2020 7 6
株式会社白川運輸（法人
番号8290002050560）
代表者白川安彦

福岡県久留米市荒木町
藤田1423-45

都城営業所
宮崎県都城市都
北町1656-3

輸送施設の使用停止
(30日車)、文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第4項

令和2年2月18日、監査実施。4件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項)､(2)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)､(3)点呼の
記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)､(4)運転者台帳の記載事項義務
違反(安全規則第9条の5第1項)

3 3

貨物 2020 7 7

株式会社 ラクステック
（法人番号
8020001112099） 代
表者竹浪 善彦

神奈川県横浜市泉区和
泉町６２００－４
コーポいずみ野Ｂ１０
３

本店

神奈川県横浜市
泉区和泉町６２
００－４ コー
ポいずみ野Ｂ１
０３

事業停止（30日
間）、輸送施設の使
用停止（130日車）

貨物自動車運送事業
法第27条第１項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和元年6月28日及び同
年7月12日、監査を実施。9件の違反が認められた。（１）乗務時間等
告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、
（２）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条）、（３）点呼の記録の改ざん・不実記載違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第7条第5項）、（４）乗務等の記録義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（５）運行記録計による記
録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（６）運転者
に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1
項）、（７）運行管理者に対する権限付与義務違反（貨物自動車運送
事業法第22条第２項）、（８）名義貸し（貨物自動車運送事業法第27
条第1項）、（９）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第
9条第1項）

43 43

貨物 2020 7 7

株式会社 島清運送（法
人番号
7021001038038） 代
表者中村 房二

神奈川県平塚市下島１
０５９番地８

本社
神奈川県平塚市
下島１０５９番
地８

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

死亡事故を引き起こしたことを端緒として、令和元年10月2日、監査を
実施。8件の違反が認められた。（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（２）健康状態の把握
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（３）点
呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、
（４）運行指示書による指示義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第9条の3）、（５）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（６）高齢運転者に対する指導
監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（７）高
齢運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第2項）、（８）整備管理者の研修受講義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第15条）

20 20

貨物 2020 7 7

株式会社 月島物流サー
ビス（法人番号
8010001050597） 代
表者原 裕二

東京都中央区勝どき３
丁目１２番１号 フォ
アフロントタワー１３
階

大井
東京都大田区東
海４－４－１２

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第2項

法令違反の疑いがあることを端緒として、令和元年11月12日、監査を
実施。2件の違反が認められた。（１）高齢運転者に対する指導監督違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（２）初任・高
齢運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第2項）

1 1

貨物 2020 7 7
株式会社中日物琉(法人
番号8200001022866) 代
表者西森孝

岐阜県土岐市下石町304
番地1

本社営業所
岐阜県土岐市下
石町304番地の1
の5

輸送施設の使用停止
(140日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第1項及び第2項

令和元年10月24日､監査方針に基づき､監査を実施｡4件の違反が認めら
れた｡(1)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第
1項及び第2項)､(2)乗務等の記録不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第8条)､(3)運行記録計による記録不実記載(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第9条)､(4)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)

14 14

貨物 2020 7 7

トヨミ運輸株式会社（法
人番号
5320001001984） 代
表者渡邉光徳

大分県大分市弁天3-1-1 本社営業所
大分県大分市弁
天3-1-1

輸送施設の使用停止
(10日車)、文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第4項、法第18
条第3項

令和2年1月24日、監査実施。11件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項)､(2)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)､
(3)事故の記録事項義務違反(安全規則第9条の2)、(4)運転者台帳の作成
義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(5)運転者台帳の記載事項義務違反
(安全規則第9条の5第1項)、(6)運転者に対する指導監督違反(安全規則
第10条第1項)､(7)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保
存違反(安全規則第10条第1項)、(8)運転者に対する指導監督の記録事項
義務違反(安全規則第10条第1項)、(9)特定運転者に対する特別な指導監
督違反(安全規則第10条第2項)、(10)運行管理者の選任(解任)未届出違
反(安全規則第19条)、(11)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第
23条第1項)

1 1



貨物 2020 7 7
飛騨運輸株式会社（法人
番号2200001025131）
代表者漆山喜久雄

岐阜県高山市上岡本町1
丁目50

米原支店営
業所

滋賀県米原市
梅ヶ原字針ヶ崎
270-3

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項

令和2年1月20日及び同年1月30日、関係機関からの情報を端緒に監査を
実施。3件の違反が認められた。（1）定期点検整備等の未実施【定期
点検整備等の未実施】（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安
全規則」）第3条の2、道路運送車両法第48条）、（2）点呼の記録違反
【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、（3）乗務等の記録違
反【記載事項等の不備】（安全規則第8条）

3 3

タクシー 2020 7 7

日立自動車交通第三株式
会社（法人番号
4011801016130） 代
表者佐藤慎二

東京都葛飾区金町1-19-
3

本社営業所
東京都葛飾区金
町1-19-3

輸送施設の使用停止
（40日車）

ﾀｸｼｰ業務適正化特別
措置法第４３条第２
項

令和元年１０月２３日、法令違反の疑いのある旨の情報を端緒として
調査を実施。1件の違反が認められた。(1)ﾀｸｼｰ乗車禁止地区における乗
車(ﾀｸｼｰ業務適正化特別措置法第43条第2項)

4 4

タクシー 2020 7 7
第三交通株式会社（法人
番号5030001018026）
代表者清水学

埼玉県さいたま市岩槻
区西町4丁目5番地26号

本社営業所
埼玉県さいたま
市岩槻区西町4丁
目5番地27号

輸送施設の使用停止
（50日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第２１条第
５項

令和元年１０月２４日、救護義務違反があった旨公安委員会からの通
知を端緒として監査を実施。5件の違反が認められた。(1)健康状態の把
握義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第21条第5
項)､(2)点呼の実施等義務違反(運輸規則第24条)､(3)運転者に対する指
導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(4)高齢運転者に対する告示で
定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､(5)高齢運転者に対
する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)

5 5

タクシー 2020 7 7

ラウンド・ビーチ交通株
式会社（法人番号
3021001000447） 代
表者折戸三代剛

神奈川県藤沢市辻堂2丁
目17番20号

本社営業所
神奈川県藤沢市
辻堂2丁目17番20
号

輸送施設の使用停止
（10日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第３８条第
１項

令和元年１１月２２日及び令和元年１２月９日、労働局からの通知を
端緒として監査を実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対する指
導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

1 1

タクシー 2020 7 7

株式会社ファミリア交通
(法人番号
5122001014326) 代表
者田中勝

大阪府東大阪市中野南2
－25

本社
大阪府東大阪市
中野南2－25

輸送施設の使用停止
(96日車)

道路運送法(以下
「法」)第13条

令和2年3月16日及び同年5月12日、苦情を端緒として調査を実施。1件
の違反が認められた。運送引受義務違反(法第13条)

20 10

貸切バス 2020 7 7

有限会社なごみ観光バス
（法人番号
4030002119699） 代
表者 小林道明

東京都西多摩郡瑞穂町
大字箱根ヶ崎字松原
1620-1

東京営業所
東京都西多摩郡
瑞穂町箱根ヶ崎
1620-1

輸送施設の使用停止
（270日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第24条

令和元年6月10日及び令和元年6月17日、定期的な監査を実施。14件の
違反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2
第1項)､(2)乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以
下｢運輸規則｣)第21条第1項)､(3)疾病のおそれのある乗務(運輸規則第21
条第5項)､(4)点呼の実施等義務違反(運輸規則第24条)､(5)乗務等の記録
の記録事項不備(運輸規則第25条第2項)､(6)乗務等の記録保存義務違反
(運輸規則第25条第2項)､(7)運行記録計による記録義務違反(運輸規則第
26条第1項)､(8)運行指示書の記載事項不備(運輸規則第28条の2第1項)､
(9)日雇い運転者等の選任禁止違反(運輸規則第36条第1項)､(10)運転者
に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(11)初任運転者に対
する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､(12)初任運転者に対す
る適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)､(13)点検整備関係義務
違反(運輸規則第45条第1号)､(14)整備管理者の研修受講義務違反(運輸
規則第46条)

27 27

貸切バス 2020 7 7

有限会社フェイバー（法
人番号
3040002009850） 代
表者 坂本研

東京都江戸川区中央3-
6-14 三家第1ビル2階
16号室

本社営業所

東京都江戸川区
中央3-6-14 三
家第1ビル2階16
号室

輸送施設の使用停止
（170日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第7条の2第
1項

平成31年4月15日及び平成31年4月25日、定期的な監査を実施。8件の
違反が認められた。(1)運送引受書の交付義務違反(旅客自動車運送事業
運輸規則(以下｢運輸規則｣)第7条の2第1項)､(2)乗務時間等告示の遵守違
反(運輸規則第21条第1項)､(3)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5
項)､(4)乗務等の記録の記録事項不備(運輸規則第25条第2項)､(5)運行記
録計による記録義務違反(運輸規則第26条第1項)､(6)運行指示書の保存
義務違反(運輸規則第28条の2第2項)､(7)運転者に対する指導監督義務違
反(運輸規則第38条第1項)､(8)運行管理者に対する講習受講義務違反(運
輸規則第48条の4第1項)

17 17

貸切バス 2020 7 7
海源観光株式会社（法人
番号9030001124233）
代表者山本永海

埼玉県戸田市喜沢南2-
6-28

本社営業所

東京都足立区大
谷田5-33-17
ファインクロス5
番館106号

輸送施設の使用停止
（60日車）

道路運送法第9条の2
第1項

令和元年11月19日及び令和元年12月25日、新規許可を受けたことを端
緒に監査を実施。3件の違反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違
反(道路運送法第9条の2第1項)､(2)点呼の記録事項義務違反(旅客自動車
運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第24条第5項)､(3)運転者に対する指
導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)

6 6

貸切バス 2020 7 7

株式会社こまどり交通
（法人番号
2060001008885） 代
表者 齋藤正洋

栃木県日光市針貝91-1 埼玉営業所
埼玉県越谷市谷
中町2-39-1

輸送施設の使用停止
（210日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第24条第5
項

令和元年10月2日及び令和元年11月8日、定期的な監査を実施。8件の違
反が認められた。(1)運行管理補助者の届出義務違反(旅客自動車運送事
業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第68条)､(2)運送引受書の記載事項の不備
(運輸規則第7条の2第1項)､(3)乗務時間等告示の遵守違反(運輸規則第21
条第1項)､(4)疾病のおそれのある乗務(運輸規則第21条第5項)､(5)運行
に関する状況把握体制の整備違反(運輸規則第21条の2)､(6)点呼の記録
義務違反(運輸規則第24条第5項)､(7)運行指示書の記載事項不備(運輸規
則第28条の2第1項)､(8)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第
38条第1項)

34 21

貸切バス 2020 7 7

株式会社大地観光バス
（法人番号
5180001103531） 代
表者 孟艶

愛知県常滑市末広町2-
83-1 ラティエラ常滑A
棟102号

成田営業所
千葉県富里市七
栄646-190

輸送施設の使用停止
（140日車）

道路運送法第9条の2
第1項

令和元年11月8日、定期的な監査を実施。3件の違反が認められた。(1)
運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2第1項)､(2)点呼の記録
事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第24条第5
項)､(3)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)

46 14

貸切バス 2020 7 7
株式会社忠和興業（法人
番号5040001045688）
代表者池端喜世加

千葉県富里市七栄297-1 本社営業所
千葉県富里市七
栄297-1 シェル
バアム105

輸送施設の使用停止
（70日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第24条

令和元年9月6日及び令和元年9月19日、定期的な監査を実施。8件の違
反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運
輸規則(以下｢運輸規則｣)第21条第1項)､(2)疾病のおそれのある乗務(運
輸規則第21条第5項)､(3)点呼の実施等義務違反(運輸規則第24条)､(4)乗
務等の記録の記録事項不備(運輸規則第25条第2項)､(5)運行指示書の記
載事項不備(運輸規則第28条の2第1項)､(6)運転者に対する指導監督等義
務違反(運輸規則第38条第1項)､(7)運行管理者に対する講習受講義務違
反(運輸規則第48条の4第1項)､(8)報告義務違反(道路運送法第94条第1
項)

7 7

貸切バス 2020 7 7
株式会社江連観光（法人
番号1050001032920）
代表者堀江克仁

茨城県筑西市布川1043 本社営業所
茨城県筑西市幸
町3-1270-105

輸送施設の使用停止
（70日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第24条第5
項

令和元年10月21日及び令和元年11月6日、定期的な監査を実施。6件の
違反が認められた。(1)運送引受書の記載事項の不備(旅客自動車運送事
業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第7条の2第1項)､(2)点呼の記録義務違反
(運輸規則第24条第5項)､(3)乗務等の記録の記録事項不備(運輸規則第25
条第2項)､(4)運行記録計による記録義務違反(運輸規則第26条第1項)､
(5)運行指示書の記載事項不備(運輸規則第28条の2第1項)､(6)運転者に
対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)

7 7

貨物 2020 7 8

森山運輸株式会社（法人
番号１４３０００１０４
７３６８） 代表者森山
泰治

北海道千歳市豊里２丁
目４番１２号

栗山営業所
北海道夕張郡栗
山町字阿野呂９
９－１１

文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項第１
号、法第１７条第４
項

令和２年６月２３日、第一当事者と推定される死亡事故を引き起こし
たことを端緒として監査を実施。５件の違反が認められた。（１）疾
病・疲労等のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則
（以下「安全規則」）第３条第６項）、（２）点呼の記録事項義務違
反（安全規則第７条第５項）、（３）乗務等の記録事項義務違反（安
全規則第８条）、（４）運転者台帳の記載事項義務違反（安全規則第
９条の５第１項）、（５）特定運転者に対する適性診断受診義務違反
（安全規則第１０条第２項）

0 0

貨物 2020 7 8

有限会社ミヤノ産業（法
人番号６４３０００２０
３４０９６） 代表者宮
野重徳

北海道札幌市白石区川
下１条７丁目２番１５
号

本社営業所
北海道札幌市白
石区川下１条７
丁目２番１５号

文書警告
貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

令和２年６月２５日、第一当事者と推定される死亡事故を引き起こし
たことを端緒として監査を実施。２件の違反が認められた。（１）運
転者台帳の作成義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下
「安全規則」）第９条の５第１項）、（２）運転者台帳の記載事項義
務違反（安全規則第９条の５第１項）

0 0



貨物 2020 7 8

東世運輸 有限会社（法
人番号
7030002114656） 代
表者井上 善司

埼玉県熊谷市飯塚１７
１３

本社
埼玉県熊谷市飯
塚１７１３

事業停止（30日
間）、輸送施設の使
用停止（280日車）

貨物自動車運送事業
法第27条第1項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和元年11月15日、監
査を実施。17件の違反が認められた。（１）疾病のおそれのある乗務
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（２）点呼の実施
義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（３）アル
コール検知器備え義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第
4項）、（４）乗務等の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第8条第1項）、（５）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第9条）、（６）運転者に対する指導監督違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（７）高齢運転者
に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項）、（８）高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（９）日常点検の実施違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第13条、道路運送車両法第47条の2）、
（１０）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第13条）、（１１）整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第15条）、（１２）運行管理者の講習受講義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項）、（１３）名義貸し
（貨物自動車運送事業法第27条第1項）、（１４）事業計画の変更認可
違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、（１５）事業計画（営業
所の位置）事後届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）、（１
６）事業計画（主たる事務所の位置）事後届出違反（貨物自動車運送
事業法第9条第3項）、（１７）報告義務違反（貨物自動車運送事業報

58 58

貸切バス 2020 7 8
永平寺観光株式会社（法
人番号3210001004554)
代表者尾崎広治

福井県吉田郡永平寺町
市荒川第16号13番地の1
号

福井営業所
福井県福井市重
立町17字25-1､
26-1

輸送施設の使用停止
（100日車）及び文書
警告

旅客自動車運送事業
運輸規則第7条の2第
1項

令和元年12月17日､監査方針に基づいて監査を実施｡5件の違反が認めら
れた｡(1)運送引受書未交付(旅客自動車運送事業運輸規則第7条の2第1
項)､(2)運送引受書記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第7条の2
第1項)、(3)乗務時間等基準告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規
則第21条第1項)､(4)点呼の実施義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則
第24条第2項)、(5)事業報告書及び輸送実績報告書未提出(道路運送法第
94条第1項)

16 10

貨物 2020 7 9

有限会社ランニング（法
人番号
2110002009002） 代
表者斎藤勉

新潟県新潟市中央区桜
木町9番15号

本社営業所
新潟県新潟市西
区緒立流通2-3-6

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項、同条第
4項及び法第18条第
3項

令和元年9月24日、監査実施。3件の違反が認められた。（1）乗務時間
等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）（2）乗務等の記録記載不備（安全規則第8条第1
項）（3）運行管理者の選任（解任）届出違反（安全規則第19条第1
項）

2 2

貨物 2020 7 9
有限会社白神商事（法人
番号1260002022651）
代表者白神知和

岡山県倉敷市中島895番
地の7

本社営業所
岡山県倉敷市中
島895番地の7

輸送施設の使用停止
（80日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
9条第3項前段、法第
17条第1項及び同条
第4項

令和元年5月22日及び同年10月10日、情報提供を端緒として監査を実
施。16件の違反が認められた。(1)事業計画の事前変更届出違反（自動
車の種別ごとの数）（貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1
号）、(2)乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則（以下「安全規則」）第3条第4項）、(3)疾病、疲労等のおそれのあ
る乗務禁止違反（安全規則第3条第6項）、(4)点呼の実施義務違反（安
全規則第7条第1項及び第2項）、(5)点呼の記録事項義務違反（安全規
則第7条第5項）、(6)乗務等の記録事項義務違反（安全規則第8条第1
項）、(7)運行記録計による記録義務違反（安全規則第9条）、(8)運転
者台帳の作成義務違反（安全規則第9条の5第1項）、(9)運転者台帳の
記載事項義務違反（安全規則第9条の5第1項）、(10)運転者に対する指
導監督義務違反（安全規則第10条第1項）、(11)運転者に対する指導監
督の記録事項義務違反（安全規則第10条第1項）、(12)特定の運転者に
対する特別な指導義務違反（安全規則第10条第2項）、(13)特定の運転
者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）、(14)点検
整備記録簿の保存義務違反（安全規則第13条第2号）、(15)整備管理者
の研修受講義務違反（安全規則第15条）、(16)運行管理者の講習受講
義務違反（安全規則第23条第1項）

8 8

貨物 2020 7 9
有限会社サンポー（法人
番号7290002038268）
代表者佐々木勝彦

福岡県糟屋郡志免町王
子4-23-3

本社営業所
福岡県糟屋郡須
惠町大字植木770

輸送施設の使用停止
（90日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第8
条第1項、法第17条
第1項第1号、法第
17条第4項、法第24
条の4、道路運送法
第95条

令和2年2月20日、監査実施。12件の違反が認められた。(1)～(4)事業
計画(営業所・自動車車庫・休憩睡眠施設・主たる事務所)に定めるとこ
ろに従う義務違反(貨物自動車運送事業法第8条第1項)、(5)乗務時間等
の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規
則」)第3条第4項)、(6)(7)点呼の実施等義務違反（安全規則第7条)、(8)
運行指示書に係る（作成、指示、携行）義務違反(安全規則第9条の3第
1項)、(9)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、
(10)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(11)損害賠
償の支払能力確保義務違反(貨物自動車運送事業法施行規則第14条第3
号)、(12)自動車に関する表示義務違反（道路運送法第95条）

9 9

タクシー 2020 7 9

鳥取自動車株式会社（法
人番号
7270001000908） 代
表者澤志郎

鳥取県鳥取市雲山219番
地

本社営業所
鳥取県鳥取市雲
山219番地

文書警告
道路運送法第27条第
3項

過去1年以内における当該営業所に係る通行禁止違反件数が1年以内で3
件に達したことを端緒として、令和2年7月9日に監査を実施。1件の違
反が認められた。運転者に対する指導監督義務違反（旅客自動車運送
事業運輸規則第38条第1項）

0 0

貸切バス 2020 7 9
三球観光株式会社(法人
番号2240001023016)
代表者坂井田勝利

広島県東広島市西条町
寺家6480番地の2

大阪営業所
大阪府泉佐野市
松原2－5－58

輸送施設の使用停止
（90日車）

道路運送法第27条第
3項

令和元年11月12日、同年12月5日、同年12月26日及び令和2年1月23
日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。2件の違反が認められ
た。(1)点呼の実施義務違反【未実施】(旅客自動車運送事業運輸規則
（以下「運輸規則」）第24条第1項、第2項、第3項)、(2)点呼の記録義
務違反【記載事項の不備】(運輸規則第24条第5項)

17 9

貨物 2020 7 10
有限会社北斗商産（法人
番号1420002008717）
代表者小比類巻勝人

青森県八戸市大字是川
字権現堂向24番地7

本社営業所
青森県八戸市大
字是川字権現堂
向24番地7

輸送施設の使用停止
（10日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項、法第17条
第4項

令和元年10月10日及び令和2年2月7日、監査方針を端緒として監査を実
施した結果、2件の違反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第3条第4
項）、（2）運行指示書の記載事項義務違反（安全規則第9条の3第2
項）

1 1

タクシー 2020 7 10

八幡タクシー株式会社
（法人番号
3290801010728） 代
表者藤村美代子

福岡県北九州市八幡西
区皇后崎町9-4

本社営業所
福岡県北九州市
八幡西区皇后崎
町9-4

輸送施設の使用停止
(10日車)

道路運送法第27条第
3項

令和2年3月25日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対
する指導監督違反（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

16 15

貨物 2020 7 13

ヤマト運輸株式会社（法
人番号
1010001092605） 代
表者栗栖利蔵

東京都中央区銀座2丁目
16番10号

鳥取中央支
店

鳥取県鳥取市千
代水3丁目30-1

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

過去1年以内における当該営業所に係るその他の道路交通法違反件数が
1年以内で3件に達したことを端緒として、令和2年7月13日に監査を実
施。1件の違反が認められた。運転者に対する指導監督義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貸切バス 2020 7 13
帝釈観光株式会社（法人
番号1240001025062）
代表者山田兼資

広島県庄原市東城町大
字東城158番地

本社営業所
広島県庄原市東
城町大字東城158
番地

輸送施設の使用停止
（130日車）及び文書
警告

道路運送法（以下
「法」）第9条の2第
1項、法第12条第1
項及び法第27条第3
項

令和元年9月10日及び同年9月25日、継続監視の監査対象であることを
端緒として監査実施。10件の違反が認められた。(1)運賃料金変更事前
届出違反（法第9条の2第1項）、(2)運賃料金の掲示義務違反（法第12
条第1項）、(3)運送引受書の記載事項義務違反（旅客自動車運送事業運
輸規則（以下「運輸規則」）第7条の2第1項）、(4)疾病、疲労等のお
それのある乗務禁止違反（運輸規則第21条第5項）、(5)点呼の記録義
務違反（運輸規則第24条第5項）、(6)点呼の記録事項義務違反（運輸
規則第24条第5項）、(7)乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第25条
第2項）、(8)運行記録計による記録義務違反（運輸規則第26条第1
項）、(9)運行指示書記載事項義務違反（運輸規則第28条の2第1項）、
(10)乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条第1項）

13 13



貨物 2020 7 14

有限会社 糸川配送（法
人番号
9030002040842） 代
表者糸川 賢司

埼玉県白岡市実ヶ谷８
８９－１

本社

埼玉県白岡市蓮
田都市計画事業
白岡駅東部中央
土地区画整理事
業５６街区３

輸送施設の使用停止
（185日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第13条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和元年9月19日、監査
を実施。14件の違反が認められた。（１）疾病のおそれのある乗務
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（２）点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（３）乗務等の
記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、
（４）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第9条）、（５）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第1項）、（６）定期点検整備の実施違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第13条）、（７）整備管理者の研修受講
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第15条）、（８）運行管
理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1
項）、（９）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第
1項）、（１０）事業計画（営業所）事後届出違反（貨物自動車運送事
業法第9条第3項）、（１１）事業計画（主たる事務所）事後届出違反
（貨物自動車運送事業法第9条第3項）、（１２）事業の健全な発達を
阻害する競争のうち社会保険等に未加入のもの（貨物自動車運送事業
法第25条第2項）、（１３）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規
則第2条）、（１４）運賃及び料金の未届出（貨物自動車運送事業報告
規則第2条の2）

19 19

貨物 2020 7 14

石川商事 有限会社（法
人番号
1030002089887） 代
表者石川 君子

埼玉県吉川市大字平沼
５２－１

本社
埼玉県吉川市大
字平沼５２－１

輸送施設の使用停止
（90日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第13条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和元年9月17日、監査
を実施。8件の違反が認められた。（１）疾病のおそれのある乗務（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（２）点呼の実施義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（３）乗務等の記録
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（４）運
転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条
第1項）、（５）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第13条）、（６）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事
業法第9条第1項）、（７）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規
則第2条）、（８）運賃及び料金の未届出（貨物自動車運送事業報告規
則第2条の2）

9 9

貨物 2020 7 14

株式会社 サイコー（法
人番号
6011701015726） 代
表者中島 照統

千葉県市川市湊新田２
丁目９－２１

千葉
千葉県千葉市花
見川区三角町６
６７－１

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和元年
10月24日、監査を実施。3件の違反が認められた。（１）乗務時間等告
示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、
（２）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第10条第1項）、（３）整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第15条）

2 2

貨物 2020 7 14
恵運輸 有限会社（法人
番号1070002005378）
代表者清水 秀人

群馬県前橋市朝倉町４
－１－６１

本社
群馬県前橋市上
大島町１２１－
８

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和元年7月12日及び同
年8月9日監査を実施。5件の違反が認められた。（１）点呼の実施義務
違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（２）乗務等の記
録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（３）
運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9
条）、（４）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第1項）、（５）整備管理者の研修受講義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第15条）

3 3

貨物 2020 7 14

株式会社 ネオトラ
フィック（法人番号
9070001032969） 代
表者齋藤 恵介

群馬県伊勢崎市南千木
町１７４１－３

本社
群馬県伊勢崎市
南千木町１７４
１－３

輸送施設の使用停止
（80日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和元年9月25日、監査
を実施。6件の違反が認められた。（１）乗務時間等告示の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（２）疾病のおそ
れのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、
（３）点呼の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第5項）、（４）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第1項）、（５）初任運転者に対する指導監督違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（６）事業計画の
変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）

8 8

貨物 2020 7 14

フィール 株式会社（法
人番号
7020001093943） 代
表者須永 明男

神奈川県横浜市緑区長
津田町３９３１－２

本社
神奈川県横浜市
緑区長津町３９
３１－２

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがあることを端緒として、令和元年6月11日、同年11月
27日、同年12月9日、令和2年1月16日監査を実施。7件の違反が認めら
れた。（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第3条第4項）、（２）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第3条第6項）、（３）点呼の実施義務違反等（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（４）乗務等の記録義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（５）運行記録計
による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、
（６）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第1項）、（７）事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事
業法第9条第3項）

3 3

貨物 2020 7 14

有限会社 大川運送（法
人番号
5020002025848） 代
表者大川 仙太郎

神奈川県横浜市神奈川
区橋本町１－１

本社
神奈川県横浜市
神奈川区橋本町
１－１

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

過積載運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年
6月8日、監査を実施。1件の違反が認められた。（１）過積載運送（貨
物自動車運送事業法第17条第3項）

3 3

貨物 2020 7 14

有限会社なかむらトラン
スポート（法人番号
9320002012003） 代
表者中村吉博

大分県別府市古市町
881-187

大分営業所
大分県大分市豊
海4-2-5

輸送施設の使用停止
(20日車)、文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第2号、法第
17条第4項

令和2年2月5日、監査実施。6件の違反が認められた。(1)運転者台帳の
記載事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第9条の5第1項)､(2)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第
23条第1項)､(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)､(4)運転者に対す
る指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反(安全規則第10条第1
項)､(5)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条第
1項)､(6)整備管理者の研修受講義務違反(安全規則第3条の4)

2 2

貨物 2020 7 14

株式会社宝塚急配社（法
人番号
8140001081670） 代
表者中原輝満

兵庫県宝塚市米谷1-9-
28

本社営業所
兵庫県宝塚市米
谷1-9-28

輸送施設の使用停止
（120日車）

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第17
条第1項

令和元年6月27日、同年7月6日及び同年12月4日、公安委員会からの通
報を端緒に監査を実施。12件の違反が認められた。（1）（2）事業計
画変更認可違反【自動車車庫の位置及び収容能力違反】及び【乗務員
の休憩・睡眠施設の位置及び収容能力違反】（法第9条第1項）、（3）
（4）事業計画変更の事後届出違反【主たる事務所の名称及び位置の変
更違反】及【営業所又は荷扱所の名称、位置の変更違反】（法第9条第
3項後段）、（5）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤
務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（6）疾病、疲労等の
おそれのある乗務（安全規則第3条第6項）、（7）点呼の実施違反【未
実施】（安全規則第7条第1項から第3項）、（8）点呼の記録違反【記
載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、（9）乗務等の記録違反
【記載事項等の不備】（安全規則第8条）、（10）運転者台帳【記載事
項等の不備】（安全規則第9条の5第1項）、（11）整備管理者の研修受
講義務違反（安全規則第15条）、（12）運行管理者の講習受講義務違
反（安全規則第23条第1項）

12 12



貨物 2020 7 14
有限会社ウツミ（法人番
号1120002051524）
代表者角井貴美世

大阪府大阪市西成区梅
南2丁目5番31号

本社営業所
大阪府大阪市西
成区梅南2丁目5
番31号

輸送施設の使用停止
（120日車）

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第17
条第1項

平成31年4月24日及び令和元年6月17日、関係機関からの情報を端緒に
監査を実施。10件の違反が認められた。（1）事業計画変更認可違反
【自動車車庫の位置及び収容能力違反】（法第9条第1項）、（2）疾
病、疲労等のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則
（以下「安全規則」）第3条第6項）、（3）点呼の実施違反【不適切】
（安全規則第7条第1項及び第2項）、（4）点呼の記録違反【記録】
（安全規則第7条第5項）、（5）乗務等の記録違反【記載事項等の不
備】（安全規則第8条）、（6）運行記録計による記録違反【記録】
（安全規則第9条）、（7）（8）運転者台帳【作成】及び【記載事項等
の不備】（安全規則第9条の5第1項）、（9）「貨物自動車運送事業者
が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運
転者に対する特別な指導及び運転適性診断受診義務違反【運転適性診
断の受診状況】（安全規則第10条第2項）、（10）運行管理者の講習受
講義務違反（安全規則第23条第1項）

12 12

タクシー 2020 7 14
有限会社城山交通（法人
番号1021002029652）
代表者柳川功

神奈川県相模原市緑区
広田11番3号

本社営業所
神奈川県相模原
市緑区広田11番
地3号

輸送施設の使用停止
（147日車）

道路運送車両法第４
８条

令和元年１０月１７日、法令違反の疑いがあることを端緒として監査
を実施。10件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(旅
客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第21条第1項)､(2)健康状態
の把握義務違反(運輸規則第21条第5項)､(3)点呼の実施等義務違反(運輸
規則第24条)､(4)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1
項)､(5)高齢運転者に対する告示で定める特別な指導義務違反(運輸規則
第38条第2項)､(6)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則
第38条第2項)､(7)定期点検整備等の未実施(道路運送車両法第48条)､(8)
運行管理補助者の要件違反(運輸規則第47条の9第3項)､(9)死亡事故等に
責任のある運行管理者及び統括運行管理者の講習受講義務違反(運輸規
則第48条の4第1項)､(10)運転者証の返納等義務違反(ﾀｸｼｰ業務適正化特
別措置法第16条第1項)

15 15

乗合バス 2020 7 14

南九州観光バス有限会社
（法人番号
5340002009488） 代
表者鶴田正一

鹿児島県鹿児島市中山
町字中田1042-1

宮崎営業所
宮崎県宮崎市佐
土原町下田島
19228-2

輸送施設の使用停止
(30日車)、文書警告

道路運送法（以下｢
法｣）第16条第1項、
法第27条第3項

令和2年1月15日、監査実施。8件の違反が認められた。(1)事業計画(配
置車両数)に定める業務の確保違反（道路運送法第16条第1項）、(2)苦
情処理の記録の記載事項不備違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以
下「運輸規則」）第3条第2項）、(3)交替運転者の配置義務違反（運輸
規則第21条第6項）、(4)点呼の実施義務違反（運輸規則第24条）、(5)
乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第25条）、(6)乗務員台帳の作成
義務違反（運輸規則第37条第1項）､(7)乗務員台帳の記載事項義務違反
（運輸規則第37条第1項）、(8)運転者に対する指導監督違反（運輸規
則第38条第1項）

7 3

貸切バス 2020 7 14

オークスバス株式会社
（法人番号
6230001000508） 代
表者奥野智之

富山県富山市中島4丁目
2番地14号

本社営業所
富山県富山市中
島1丁目4番51号

輸送施設の使用停止
処分（80日車）

道路運送法第27条第
3項（以下「法」）

令和2年1月16日、監査実施。6件の違反が認められた。（1）乗務員台
帳の記載不備（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第
37条第1項）（2）運転者に対する指導監督違反（運輸規則第38条第1
項）（3）運転者に対する指導監督に係る記録義務違反（運輸規則第38
条第1項）（4）特定の運転者に対する指導監督違反（運輸規則第38条
第2項）（5）特定の運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則
第38条第2項）（6）定期点検整備の実施違反（道路運送車両法第48
条）

8 8

貸切バス 2020 7 14

ジェー・シー・ケー株式
会社（法人番号
2010001019573） 代
表者 江鳴

東京都千代田区神田駿
河台2-1-19

東京営業所
東京都葛飾区新
小岩1-17-10
JCKビル

輸送施設の使用停止
処分（170日車）

道路運送法第9条の2
第1項

令和元年8月13日及び令和元年9月4日、定期的な監査を実施。5件の違
反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2第
1項)､(2)乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下
｢運輸規則｣)第21条第1項)､(3)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5
項)､(4)運行記録計による記録義務違反(運輸規則第26条第1項)､(5)運転
者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)

21 17

貨物 2020 7 15

有限会社ジャパンスズキ
ロードライン（法人番号
５４３０００２０４３４
０４） 代表者鈴木健之

北海道石狩市新港西１
丁目７７７番地１０

本社営業所
北海道石狩市新
港西１丁目７７
７番地１０

輸送施設の使用停止
（１００日車）及び
文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
９条第１項、法第１
７条第１項第１号、
法第１７条第１項第
２号、法第１７条第
４項、法第１８条第
３項

令和２年１月２８日及び令和２年３月５日、関係機関からの情報を端
緒として監査を実施。１１件の違反が認められた。（１）事業計画変
更認可義務違反［乗務員の休憩・睡眠施設の位置及び収容能力］（貨
物自動車運送事業法施行規則第２条第１項第５号）、（２）乗務時間
等の基準の遵守義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下
「安全規則」）第３条第４項）、（３）疾病・疲労等のおそれのある
乗務（安全規則第３条第６項）、（４）定期点検整備の実施義務違反
（安全規則第３条の２）、（５）点呼の記録義務違反（安全規則第７
条第５項）、（６）点呼の記録保存義務違反（安全規則第７条第５
項）、（７）運転者台帳の記載事項義務違反（安全規則第９条の５第
１項）、（８）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第１０条
第１項）、（９）運転者に対する指導監督の記録保存義務違反（安全
規則第１０条第１項）、（１０）運行管理者の講習受講義務違反（安
全規則第２３条第１項）、（１１）運行管理者の選任（解任）届出義
務違反（安全規則第１９条）

10 10

貨物 2020 7 15

有限会社水澤運送（法人
番号２４５０００２０１
１４０３） 代表者水澤
孝

北海道天塩郡幌延町字
幌延１０５－９６

本社営業所
北海道天塩郡幌
延町字幌延１０
５－９６

輸送施設の使用停止
（２６５日車）及び
文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
９条第１項、法第１
７条第１項第１号、
法第１７条第１項第
２号、法第１７条第
４項、法第６０条第
１項

令和２年１月３０日、関係機関からの情報を端緒として監査を実施。
１４件の違反が認められた。（１）事業計画変更認可義務違反［自動
車車庫の位置及び収容能力］（貨物自動車運送事業法施行規則第２条
第１項第４号）、（２）乗務時間等の基準の遵守義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、
（３）疾病・疲労等のおそれのある乗務（安全規則第３条第６項）、
（４）日常点検の実施義務違反（安全規則第３条の２）、（５）点検
整備記録簿等の記載義務違反（安全規則第３条の２）、（６）点呼の
実施義務違反（安全規則第７条第１項、第２項、第３項）、（７）点
呼の記録の改ざん・不実記載（安全規則第７条第５項）、（８）乗務
等の記録の改ざん・不実記載（安全規則第８条）、（９）運転者台帳
の作成義務違反（安全規則第９条の５第１項）、（１０）運転者台帳
の記載事項義務違反（安全規則第９条の５第１項）、（１１）運転者
に対する指導監督義務違反（安全規則第１０条第１項）、（１２）運
転者に対する指導監督の記録保存義務違反（安全規則第１０条第１
項）、（１３）特定運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則
第１０条第２項）、（１４）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第
６０条第１項）

27 27

貨物 2020 7 15
株式会社ながたに（法人
番号2280001002585 ）
代表者長谷章夫

島根県安来市伯太町東
母里1740番地

伯太営業所
島根県安来市伯
太町東母里1740
番地1

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和2年7月3日、情報提供を端緒として監査を実施。3件の違反が認め
られた。(1)運転者台帳の記載事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則（以下「安全規則」）第9条の5第1項）、(2)運転者に対する
指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）、(3)特定の運転者に対す
る特別な指導義務違反（安全規則第10条第2項）

0 0

タクシー 2020 7 15

合資会社西部水巻交通
（法人番号
9290803001199） 代
表者古賀憲男

福岡県遠賀郡水巻町頃
末南3-13-11

本社営業所
福岡県遠賀郡水
巻町頃末南3-13-
11

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年6月4日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対す
る指導監督違反（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0



貨物 2020 7 16
小松運輸株式会社（法人
番号3180301013952)
代表者小松建

愛知県刈谷市大手町二
丁目15番地

西尾営業所
愛知県西尾市岡
島町郷西23番地3

輸送施設の使用停止
(10日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和元年11月11日､死亡事故を引き起こしたことを端緒として､監査を
実施｡5件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)点呼の実施義務違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録義務
違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(4)点呼の記録記載
事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)運転者に対
する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)

1 1

貨物 2020 7 16
有限会社向川商店(法人
番号9210002013466) 代
表者向川雅行

福井県鯖江市長泉寺町1
丁目1番10号

本社営業所
福井県越前市高
木町11字6番地3

輸送施設の使用停止
(60日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第2号

令和元年10月23日､関係機関からの情報を端緒として､監査を実施｡7件
の違反が認められた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1項第2号)､(2)事業計画の変更認可違反(貨物自動車
運送事業法施行規則第2条第1項第5号)､(3)事業計画事後届出違反(貨物
自動車運送事業法施行規則第7条第1項第1号)､(4)定期点検未実施(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)､(5)運行記録計による記録義務
違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(6)運転者台帳の作成義
務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(7)事業報告
書及び事業実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項)

6 6

貨物 2020 7 16

株式会社トムズ
EXPRESS（法人番号
7470001009739) 代表
者藤原力

香川県丸亀市郡家町53-
3

本社営業所
香川県丸亀市郡
家町53-3

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第1項、第
4項

令和2年6月24日、死亡事故を端緒として監査を実施したところ、5件の
違反が確認された。(1)運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不
適切であったこと（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第7条第5項）、(2)運転者の乗務について定められた事項の記録
が不適切であったこと（安全規則第8条）、(3)運行記録計による記録が
確実になされていなかったこと（安全規則第9条）、(4)運転者台帳につ
いて定められた事項の記録が不適切であったこと（安全規則第9条の5
第1項）、(5)事業用自動車の定期点検整備の記録の保存が確実になされ
ていなかったこと（安全規則第3条の2）

0 0

貨物 2020 7 16
千里運輸株式会社（法人
番号3120901009562）
代表者川西通公

大阪府摂津市鶴野3-6-
11

福岡営業所
福岡県宮若市山
口1299-10

輸送施設の使用停止
(30日車)、文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第4項

令和2年2月25日、監査実施。6件の違反が認められた。(1)運行管理者
の講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第23条第1項)､(2)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)､(3)点呼
の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)､(4)乗務時間等の基準の遵守
違反(安全規則第3条第4項)､(5)運転者に対する指導監督違反(安全規則
第10条第1項)､(6)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則
第10条第2項)

3 3

貨物 2020 7 16 井手誠 宮崎県宮崎市大塚町 綾営業所
宮崎県東諸県郡
綾町大字入野
4316-1

輸送施設の使用停止
(50日車)、文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第8
条第1項、法第17条
第1項、法第17条第
4項

令和1年9月13日、監査実施。15件の違反が認められた。(1)(2)事業計
画(営業所・休憩睡眠施設)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車
運送事業法第8条第1項)､(3)疾病、疲労等のおそれのある乗務(貨物自動
車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第6項)､(4)運転者
台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)､(5)運転者台帳の記載事
項義務違反(安全規則第9条の5第1項)､(6)運行管理者の講習受講義務違
反(安全規則第23条第1項)､(7)(8)点呼の実施等義務違反(安全規則第7
条)､(9)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)､(10)運行指示書に係
る（作成、指示、携行）義務違反(安全規則第9条の3第1項)､(11)乗務時
間等の基準の遵守違反(安全規則第3条第4項)､(12)運転者に対する指導
監督違反(安全規則第10条第1項)､(13)運転者に対する指導監督の記録又
は指導監督の記録保存違反(安全規則第10条第1項)､(14)運転者に対する
指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1項)､(15)整備管理者の
研修受講義務違反(安全規則第15条)

5 5

貸切バス 2020 7 16
世羅交通有限会社（法人
番号4240002052706）
代表者實川瀧雄

広島県世羅郡世羅町大
字東神崎91番地

本社営業所
広島県世羅郡世
羅町大字東神崎
91番地

輸送施設の使用停止
（180日車）及び文書
警告

道路運送法（以下
「法」）第9条の2第
1項、法第15条第1
項及び法第27条第3
項

令和元年7月30日及び同年8月8日、継続監視の監査対象であることを端
緒として監査実施。11件の違反が認められた。(1)運賃料金事前届出・
運賃料金変更事前届出違反（法第9条の2第1項）、(2)事業計画の変更
認可違反（車庫の位置）（法第15条第1項）、(3)運送引受書の記載事
項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第7条
の2第1項）、(4)疾病、疲労等のおそれのある乗務禁止違反（運輸規則
第21条第5項）、(5)運行記録計による記録義務違反（運輸規則第26条
第1項）、(6)運行指示書記載事項義務違反（運輸規則第28条の2第1
項）、(7)乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条第1項）、
(8)運転者に対する指導監督義務違反（運輸規則第38条第1項）、(9)運
転者に対する指導監督の記録事項義務違反（運輸規則第38条第1項）、
(10)特定の運転者に対する特別な指導義務違反（運輸規則第38条第2
項）、(11)運行管理者の講習（一般講習）受講義務違反（運輸規則第
48条の4第1項）

18 18

貨物 2020 7 17
嶺北運輸株式会社(法人
番号1210001012096) 代
表者西谷忠繁

福井県越前市大虫本町
20-3-3

本社営業所
福井県越前市大
虫本町20字三反
田3番地3

輸送施設の使用停止
(40日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和元年11月15日､重傷事故を引き起こしたことを端緒として､監査を
実施｡3件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)点呼の実施義務違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(3)運転者に対する
指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)

7 7

貨物 2020 7 17

フロンティア株式会社
（法人番号
4180001085275) 代表
者小島孝夫

愛知県一宮市高畑町一
丁目11番地

本社営業所
愛知県一宮市浅
野字内浦4

輸送施設の使用停止
(20日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和元年11月29日及び令和元年12月12日､監査方針に基づき､監査を実
施｡5件の違反が認められた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運
送事業法施行規則第2条第1項第4号)､(2)乗務時間等基準告示の遵守違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(3)点呼の記録義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(4)点呼の記録記載事項
不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)運行指示書の作
成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)

2 2

貨物 2020 7 17
株式会社奥野興業（法人
番号7120101039514）
代表者奥野昭三

大阪府泉佐野市長滝
1676-1

本社営業所
大阪府泉佐野市
長滝1676-1

輸送施設の使用停止
（90日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項

令和2年2月3日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。5件の違反
が認められた。（1）疾病、疲労等のおそれのある乗務（貨物自動車運
送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第6項）、（2）定期点
検整備等の未実施【定期点検整備等の未実施】（安全規則第3条の2、
道路運送車両法第48条）、（3）点呼の記録違反【記載事項等の不備】
（安全規則第7条第5項）、（4）乗務等の記録違反【記載事項等の不
備】（安全規則第8条）、（5）運転者台帳【記載事項等の不備】（安
全規則第9条の5第1項）

9 9

貸切バス 2020 7 17

株式会社関西新生活互助
会（法人番号
6140001066310）代表
者中西亜衣

兵庫県三田市中央町4番
26号

本社
兵庫県神戸市北
区有野中町4丁目
3-1

文書警告
道路運送法(以下
「法」)第23条第3項

令和2年7月3日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。2件の違反
が認められた。(1)運行管理者の選任解任届出違反【選任又は解任の届
出に係るもの】（法第23条第3項）、(2)整備管理者選任（変更）の未
届出、虚偽届出【未届出】（旅客自動車運送事業運輸規則第45条）

34 0

タクシー 2020 7 20

みなとタクシー株式会社
（法人番号
5290001037099） 代
表者古野ミワ子

福岡県宗像市赤間駅前
2-3-6

本社営業所
福岡県宗像市赤
間駅前2-3-6

輸送施設の使用停止
(40日車)、文書警告

道路運送法第27条第
3項

令和2年2月13日、監査実施。4件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反（旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第
21条第1項）、(2)事故の記録事項不備違反(運輸規則第26条の2）、(3)
運転者に対する指導監督違反（運輸規則第38条第1項）、(4)運転者に
対する指導監督の記載事項義務違反（運輸規則第38条第1項）

6 4



貨物 2020 7 21
株式会社協栄（法人番号
9110001024920） 代
表者岡貞則

新潟県見附市新幸町６
５番地

本社営業所
新潟県見附市新
幸町６５番地

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和2年6月18日、監査実施。2件の違反が認められた。（1）特定の運
転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下
「安全規則」第10条第2項）（2）特定の運転者に対する適性診断受診
義務違反（安全規則第10条第2項）

0 0

貨物 2020 7 21

ナライ産業 株式会社
（法人番号
5020001034098） 代
表者奈良井 祚一

神奈川県横浜市泉区和
泉町７５９２

本社
神奈川県横浜市
泉区和泉町７５
９２－４

輸送施設の使用停止
（140日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

過積載運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和元
年6月24日及び同年10月15日、監査を実施。10件の違反が認められ
た。（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条第4項）、（２）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第3条第6項）、（３）過積載運送（貨物自動車運送
事業法第17条第3項）、（４）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第7条）、（５）乗務等の記録義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（６）運行記録計による記録義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（７）運転者に対
する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、
（８）初任運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第2項）、（９）高齢運転者に対する適性診断受診義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（１０）事業計
画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）

18 18

貨物 2020 7 21

有限会社 ロイヤルサー
ビス（法人番号
9060002032812） 代
表者澁谷 治朗

栃木県栃木市大町２０
－４６

本社
栃木県栃木市平
柳町１－３－１
６

輸送施設の使用停止
（65日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和元年6月18日及び同
年7月12日、監査を実施。7件の違反が認められた。（１）乗務時間等
告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、
（２）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条）、（３）乗務等の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第8条第1項）、（４）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（５）定期点検整備の実施違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条）、（６）報告義務違反
（貨物自動車運送事業報告規則第2条）、（７）運賃及び料金の未届出
（貨物自動車運送事業報告規則第2条の2）

7 7

貨物 2020 7 21

株式会社 藤通商ライン
（法人番号
5030001010593） 代
表者斉藤 祐治

埼玉県さいたま市見沼
区丸ヶ崎町４４－３

本社
埼玉県さいたま
市見沼区丸ヶ崎
町３４－４

輸送施設の使用停止
（80日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

酒気帯び運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2
年2月7日、監査を実施。8件の違反が認められた。（１）乗務時間等告
示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、
（２）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条）、（３）乗務等の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第8条第1項）、（４）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第9条）、（５）運行指示書による指示義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3）、（６）運転者に対す
る指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、
（７）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
13条）、（８）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条
第1項）

8 8

貨物 2020 7 21

株式会社マンナフレッ
シュサービス(法人番号
5130001033626) 代表
者海野隆宏

京都府久世郡久御山町
市田新珠城50番地1

福井営業所
福井県福井市高
柳2丁目1402番地

輸送施設の使用停止
(40日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第1項及び第2項

令和元年10月24日､関係機関からの情報を端緒として､監査を実施｡5件
の違反が認められた｡(1)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第7条第1項及び第2項)､(2)乗務等の記録記載事項不備(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第8条)､(3)運行記録計による記録義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(4)特定の運転者に対する指
導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(5)特定の
運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第10条第2項)

4 4

貨物 2020 7 21
丸上運輸株式会社（法人
番号9200001014276)
代表者笹井敏夫

岐阜県大垣市南市橋町
1346

三重営業所
三重県三重郡川
越町大字亀崎新
田字中新田129

輸送施設の使用停止
(10日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和元年12月10日､監査方針に基づき､監査を実施｡4件の違反が認めら
れた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条第4項)､(2)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条の5第1項)､(3)特定の運転者に対する指導義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(4)特定の運転者に対
する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項)

1 1

貨物 2020 7 21
株式会社多田物流（法人
番号3470001010741)
代表者多田淳一

香川県三豊市豊中町上
高野341-3

本社営業所
香川県三豊市豊
中町上高野341-3

輸送施設の使用停止
（30日車)

貨物自動車運送事業
法第17条第1項

令和2年1月28日及び同年2月13日、利用者からの苦情等を端緒として監
査を実施したところ、2件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に
関する措置が不適切であり、所定の拘束時間及び運転時間の限度を超
え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者が
あったこと（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）
第3条第4項）、(2)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、１
箇月の拘束時間の限度を超えて乗務していた者があったこと（安全規
則第3条第4項）

3 3

乗合バス 2020 7 21

富士急湘南バス株式会社
（法人番号
8021001033987） 代
表者 志村公聖

神奈川県足柄上郡松田
町松田惣領360

本社営業所
神奈川県足柄上
郡松田町松田惣
領360

輸送施設の使用停止
（10日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第1
項

令和元年10月25日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。2
件の違反が認められた。(1)事業計画の事前変更届出違反(道路運送法第
15条第3項)､(2)乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規
則第21条第1項)

1 1

貸切バス 2020 7 21
株式会社ＣＹＳＢ（法人
番号5430001056373）
代表者 名取はるか

東京都足立区花畑4-37-
2フラワーパレス111号

千葉営業所
千葉県成田市前
林612-1

輸送施設の使用停止
（140日車）

道路運送法第9条の2
第1項

令和元年8月28日及び令和元年9月4日並びに令和元年9月25日、区域拡
大を行ったことを端緒に監査を実施。8件の違反が認められた。(1)運賃
料金事前届出違反(道路運送法(以下｢運送法｣)第9条の2第1項)､(2)営業
区域外旅客運送(運送法第20条)､(3)運送引受書の記載事項の不備(旅客
自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第7条の2第1項)､(4)疾病のお
それのある乗務(運輸規則第21条第5項)､(5)乗務等の記録の記録事項不
備(運輸規則第25条第2項)､(6)運行指示書の記載事項不備(運輸規則第28
条の2第1項)､(7)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第
1項)､(8)報告義務違反(運送法第94条第1項)

18 14

貨物 2020 7 27

トランステック九州有限
会社（法人番号
6320002009530） 代
表者後藤成記

大分県大分市大字宮崎
1548-92

本社営業所
大分県大分市原
新町222-3

輸送施設の使用停止
(40日車)、文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第8
条第1項、法第17条
第1項、法第17条第
4項､法第60条第1項

令和2年1月14日、監査実施。8件の違反が認められた。(1)事業計画(自
動車車庫)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法（以下
「法」）第8条第1項)､(2)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項)､(3)点呼の実施義
務違反(安全規則第7条)､(4)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8
条)､(5)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)､(6)運
転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)､(7)運転者に対する
指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1項)､(8)報告義務違反
(法第60条第1項)

4 4



貨物 2020 7 27
共栄工運株式会社（法人
番号9120901023475）
代表者中山繁

大阪府豊中市庄内宝町
3-8-16

本社営業所
大阪府豊中市庄
内宝町3-8-16

輸送施設の使用停止
（170日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和元年12月11日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。10件
の違反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運
転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）点呼の
実施違反【未実施】（安全規則第7条第1項及び第2項）、（3）点呼の
記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、（4）乗務等
の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第8条）、（5）運行記録
計による記録違反【記録】（安全規則第9条）、（6）（7）「貨物自動
車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指
針」（以下「指導監督告示」）による運転者に対する指導及び監督違
反、運転者に対する指導及び監督に係る記録の作成・保存【記録】
（安全規則第10条第1項）、（8）指導監督告示による運転者に対する
特別な指導及び運転適性診断受診義務違反【運転適性診断の受診状
況】（安全規則第10条第2項）、（9）定期点検整備等の未実施【定期
点検整備等の未実施】（安全規則第13条、道路運送車両法第48条）、
（10）運行管理者の講習受講義務違反（安全規則第23条第1項）

17 17

貨物 2020 7 28

丸紅ロジスティクス株式
会社（法人番号
9010001091112） 代
表者栗原剛

東京都千代田区神田錦
町３丁目１３番地

新発田物流
センター

新潟県新発田市
大字岡田字走出
１５７８－８

輸送施設の使用停止
（190日車）

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項、同条第
4項

令和2年6月22日、監査実施。5件の違反が認められた。（1）酒酔い・
酒気帯び乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第5項）（2）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項～
第3項）(3)点呼の記録不実記載（安全規則第7条第5項）（4）運転者に
対する指導監督違反（安全規則第10条第1項）（5）運行管理者に対す
る指導監督違反（安全規則第22条）

19 19

貨物 2020 7 28

丸一運輸 有限会社（法
人番号
4040002041737） 代
表者牧野 理香

千葉県浦安市富士見５
－２２－２８

本社
千葉県浦安市北
栄４－１２－７
－６０１

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
法第25条第2項

法令違反の疑いがあることを端緒として、令和2年1月27日、監査を実
施。５件の違反が認められた。（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（２）点呼の実施義務
違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（３）運転者に対
する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、
（４）事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）、
（５）事業の健全な発達を阻害する競争のうち社会保険等に未加入の
もの（貨物自動車運送事業法第25条第2項）

4 4

貨物 2020 7 28

株式会社エス・ディ・ロ
ジ（法人番号
9180001033543) 代表
者川口敏史

愛知県名古屋市熱田区
神戸町101番地

一宮営業所
愛知県一宮市大
字浅野字大曲り
102

輸送施設の使用停止
(10日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和元年12月3日､重傷事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡2件の違反が認められた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運
送事業法施行規則第2条第1項第4号)､(2)運転者に対する指導監督義務違
反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､

1 1

貨物 2020 7 28

株式会社日本トランス
ネット（法人番号
6120101033914) 代表
者原口郁

大阪府河内長野市野作
町14番21号

小牧営業所
愛知県小牧市川
西一丁目75番

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

令和2年6月18日､重傷事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡1件の違反が認められた｡(1)運転者に対する指導監督義務違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)

0 0

貨物 2020 7 28

ジェイアール東海物流株
式会社（法人番号
3180001047904) 代表
者竹内高志

愛知県名古屋市中村区
太閤三丁目1番18号名古
屋KSビル11階

名古屋営業
所

愛知県名古屋市
港区熱田前新田
字中川東6-1

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

令和2年6月16日､死亡事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡1件の違反が認められた｡(1)運転者に対する指導監督義務違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)

0 0

貨物 2020 7 28
株式会社薦田運輸（法人
番号3500001009862)
代表者薦田勝博

愛媛県新居浜市船木
5084-1

本社営業所
愛媛県新居浜市
垣生3丁目乙310-
9

輸送施設の使用停止
（130日車)文書警告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項、第
4項

令和元年8月9日、同年同月22日、同年同月23日、令和2年3月5日及び
同年同月13日、死亡事故を端緒として監査を実施したところ、14件の
違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が不適切であ
り、所定の拘束時間の限度を超え、乗務していた者があったこと（貨
物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、
(2)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、１箇月の拘束時間
の限度を超えて乗務していた者があったこと（安全規則第3条第4
項）、(3)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、運転者が一
の運行における最初の勤務を開始してから最後の勤務を終了するまで
の時間が144時間を超えていた者がいたこと（安全規則第3条第4項）、
(4)運転者の健康状態の把握が確実になされていなかったこと（安全規
則第3条第6項）、(5)運転者に対する点呼が確実になされていなかった
こと（安全規則第7条第1項、第2項、第3項）、(6)運転者に対する点呼
の実施が不適切であったこと（安全規則第7条第1項、第2項、第3
項）、(7)運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であった
こと（安全規則第7条第5項）、(8)運転者に対する点呼の記録簿に不実
記載をおこなっていたこと（安全規則第7条第5項）、(9)運転者の乗務
について定められた事項の記録が不適切であったこと（安全規則第8
条）、(10)運行指示書を作成していなかったこと（安全規則第9条の3
第1項、第2項、第3項）、(11)運行指示書に記載すべき事項が不適切で
あったこと（安全規則第9条の3第1項、第2項、第3項）、(12)運転者台
帳の作成が確実になされていなかったこと（安全規則第9条の5第1

14 13

貨物 2020 7 28
株式会社吉川運送（法人
番号1120901002461）
代表者白和秀行

大阪府茨木市大手町9-
26

本店営業所
大阪府茨木市大
手町9-26

輸送施設の使用停止
（25日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和2年1月23日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。6件の違
反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者
の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）点呼の実施
違反【未実施】（安全規則第7条第1項から第3項）、（3）点呼の記録
違反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、（4）乗務等の記
録違反【記載事項等の不備】（安全規則第8条）、（5）運転者台帳
【記載事項等の不備】（安全規則第9条の5第1項）、（6）定期点検整
備等の未実施【定期点検整備等の未実施】（安全規則第13条、道路運
送車両法第48条）

3 3

タクシー 2020 7 28

有限会社小林タクシー
（法人番号
4200002021986)  代
表者小林明

岐阜県瑞浪市稲津町小
里1049-7

本社営業所
岐阜県瑞浪市稲
津町小里字神戸
1049-7

輸送施設の使用停止
(90日車)及び文書警
告

道路運送法第9条の3
第1項

令和2年1月23日､監査方針に基づき､監査を実施｡4件の違反が認められ
た｡(1)運賃料金認可違反(道路運送法第9条の3第1項)､(2)健康診断未受
診(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第5項)､(3)点呼の記録義務違反
(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)､(4)乗務等の記録記載事項
不備(旅客自動車運送事業運輸規則第25条第3項)

9 9

タクシー 2020 7 28

株式会社佐賀タクシー
（法人番号
5300001000765） 代
表者牛島英人

佐賀県佐賀市本庄町大
字袋254

本社営業所
佐賀県佐賀市本
庄町大字袋254

輸送施設の使用停止
(41日車)、文書警告

道路運送法第27条第
3項

令和2年2月5日、監査実施。5件の違反が認められた。(1)乗務時間等の
基準の遵守違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）
第21条第1項）､(2)点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条第5項）､
(3)乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条第1項）､(4)特定運
転者に対する特別な指導監督違反（運輸規則第38条第2項）､(5)特定運
転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第38条第2項）

5 5

タクシー 2020 7 28
株式会社西部交通(法人
番号1290002014968)
代表者古賀憲男

福岡県北九州市八幡西
区割子川2-17ｰ32

高須営業所
福岡県北九州市
若松区高須西2-
1-96

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年6月24日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対
する指導監督違反（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

タクシー 2020 7 28

産業タクシー株式会社
(法人番号
4290801011378) 代表
者藤野秀之

福岡県中間市長津3-21-
13

若松営業所
福岡県北九州市
若松区南二島2-
18-3

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年6月24日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対
する指導監督違反（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

タクシー 2020 7 28

有限会社八洲タクシー
(法人番号
9290802015613) 代表
者山路泰弘

福岡県北九州市八幡西
区上上津役5-1-14

本社営業所
福岡県北九州市
八幡西区上上津
役5-1-14

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年6月24日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対
する指導監督違反（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0



タクシー 2020 7 28

神戸タクシー株式会社
(法人番号
4140001017158) 代表
者杉本恵一

兵庫県神戸市長田区海
運町8丁目1番地10号

本社
兵庫県神戸市長
田区海運町8丁目
1番地10号

輸送施設の使用停止
(98日車)

道路運送法第27条第
3項

令和2年2月18日及び同年2月27日、労働局からの通報を端緒として監査
を実施。7件の違反が認められた。(1)「旅客自動車運送事業運輸規則第
21条第1項の規定に基づき、事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務
時間に係る基準」の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸
規則」)第21条第1項)、(2)疾病、疲労等のおそれのある乗務(運輸規則
第21条第5項)、(3)点呼の実施義務違反【未実施】(運輸規則第24条第1
項、第2項)、(4)乗務員台帳の作成、備付け義務違反【記載事項等の不
備】(運輸規則第37条第1項)、(5)「旅客自動車運送事業者が事業用自動
車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する
特別な指導及び適性診断受診義務違反【適性診断の受診状況】(運輸規
則第38条第2項)、(6)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46
条)、(7)運行管理者の講習(一般講習)受講義務違反(運輸規則第48条の4
第1項)

10 10

乗合バス 2020 7 28

ちばグリーンバス株式会
社（法人番号
2040001047852） 代
表者 勝田佳男

千葉県佐倉市角来1474
－1

佐倉営業所
千葉県佐倉市角
来1474－1

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第24条第5
項

令和2年6月22日、労働局からの通知を端緒に監査を実施。2件の違反が
認められた。(1)点呼の記録事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則
(以下｢運輸規則｣)第24条第5項)､(2)運転者に対する指導監督等義務違反
(運輸規則第38条第1項)

0 0

貨物 2020 7 29

有限会社野辺地運輸（法
人番号
9420002018659） 代
表者柴崎秀美

青森県上北郡野辺地町
字馬門道52番地1

本社営業所
青森県上北郡野
辺地町字馬門道
52番地1

文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項、法第17条
第4項

令和元年10月17日及び令和2年6月2日、監査方針を端緒として監査を実
施した結果、5件の違反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第3条第4
項）、（2）疾病･疲労等のおそれのある乗務（安全規則第3条第6
項）、（3）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第3項）、（4）運行
指示書の作成義務違反（安全規則第9条の3第1項）、（5）運転者に対
する指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2020 7 29

株式会社MIコーポレー
ション（法人番号
9470001011981) 代表
者伊記敦子

香川県東かがわ市伊座
536-6

本社営業所
香川県東かがわ
市伊座543-1

輸送施設の使用停止
（120日車)文書警告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項、第
4項

令和元年9月18日及び同年10月3日、公安委員会からの通報を端緒とし
て監査を実施したところ、13件の違反が確認された。(1)運転者の過労
防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間
の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務し
ていた者があったこと（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安
全規則」）第3条第4項）、(2)運転者の健康状態の把握が確実になされ
ていなかったこと（安全規則第3条第6項）、(3)運転者に対する点呼が
確実になされていなかったこと（安全規則第7条第1項、第2項、第3
項）、(4)運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であった
こと（安全規則第7条第5項）、(5)運転者の乗務について定められた事
項の記録が不適切であったこと（安全規則第8条）、(6)運行記録計によ
る記録が確実になされていなかったこと（安全規則第9条）、(7)運転者
台帳の作成が確実になされていなかったこと（安全規則第9条の5第1
項）、(8)運転者台帳について定められた事項の記録が不適切であった
こと（安全規則第9条の5第1項）、(9)事業用自動車の運行の安全を確
保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと
（安全規則第10条第1項）、(10)新たに雇い入れした運転者に対して法
令で定められた適性診断を受診させていなかったこと（安全規則第10
条第2項）、(11)整備管理者の変更の届け出をしていなかったこと（安
全規則第13条）、(12)整備管理者に対して、法令で定められた研修を
受講させていなかったこと（安全規則第15条）、(13)運行管理者に対
して、法令で定められた講習を受講させていなかったこと（安全規則

12 12

貨物 2020 7 29
岬陽運送株式会社（法人
番号7490002007731)
代表者小川雅弘

高知県高知市仁井田
4513

本社営業所
高知県高知市仁
井田4513

輸送施設の使用停止
（30日車)文書警告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項、第
4項

令和元年12月4日及び令和2年1月15日、死亡事故を端緒として監査を実
施したところ、6件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する
措置が不適切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度を超
え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者が
あったこと（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）
第3条第4項）、(2)運転者に対する点呼が確実になされていなかったこ
と（安全規則第7条第1項、第2項、第3項）、(3)運転者に対する点呼の
実施結果の記録内容が不適切であったこと（安全規則第7条第5項）、
(4)運行記録計による記録が確実になされていなかったこと（安全規則
第9条）、(5)新たに雇い入れした運転者及び高齢運転者に対して事業用
自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項についての特別
な指導が不適切だったこと（安全規則第10条第2項）、(6)新たに雇い
入れした運転者及び高齢運転者に対して法令で定められた適性診断を
受診させていなかったこと（安全規則第10条第2項）

3 3

貨物 2020 7 29
有限会社川井木材（法人
番号2490002011531)
代表者川井博貴

高知県長岡郡本山町本
山166

本社営業所
高知県長岡郡本
山町本山166

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和2年6月3日、公安委員会からの通報を端緒として監査を実施したと
ころ、3件の違反が確認された。(1)運転者に対する点呼の実施結果の記
録内容が不適切であったこと（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以
下「安全規則」）第7条第5項）、(2)運転者の乗務について定められた
事項の記録が不適切であったこと（安全規則第8条）、(3)事業用自動車
の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督の記録
に記載すべき事項が不適切であったこと（安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2020 7 29
株式会社佐伯運送（法人
番号7340001015246）
代表者佐伯一文

鹿児島県曽於市財部町
南俣2109-1

本社営業所
鹿児島県曽於市
財部町南俣2109-
1

輸送施設の使用停止
(10日車)

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

令和2年6月24日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)過積載運送
(貨物自動車運送事業法第17条第3項)

1 1

貨物 2020 7 29

株式会社みやこコーポ
レーション（法人番号
4130001027570） 代
表者小林正嗣

京都府八幡市上津屋中
堤153番

本社営業所
京都府八幡市上
津屋中堤153番

輸送施設の使用停止
（110日車）

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第17
条第1項

令和元年10月24日及び同年12月19日、法令違反の疑いがあることを端
緒に監査を実施。9件の違反が認められた。（1）事業計画変更認可違
反【自動車車庫の位置及び収容能力違反】（法第9条第1項）、（2）事
業計画変更事前届出違反【各営業所に配置する事業用自動車の種別ご
との数違反】（法第9条第3項前段）、（3）「貨物自動車運送事業の事
業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4
項）、（4）疾病、疲労等のおそれのある乗務（安全規則第3条第6
項）、（5）点呼の実施違反【未実施】及び【不適切】（安全規則第7
条第1項から第3項）、（6）点呼の記録違反【記載事項等の不備】（安
全規則第7条第5項）、（7）乗務等の記録違反【記載事項等の不備】
（安全規則第8条）、（8）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の
運転者に対して行う指導及び監督の指針」（以下「指導監督告示」）
による運転者に対する指導及び監督違反（安全規則第10条第1項）、
（9）指導監督告示による運転者に対する特別な指導及び運転適性診断
受診義務違反【運転適性診断の受診状況】（安全規則第10条第2項）

11 11

乗合バス 2020 7 29
京阪バス株式会社（法人
番号5130001010526)
代表者鈴木一也

京都府京都市南区東九
条南石田町5番地

京田辺支所
営業所

京都府京田辺市
田辺茂ケ谷20番
地

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年6月26日、公安委員会からの通報を端緒として監査を実施。1件
の違反が認められた。「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転
者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する指導監督
義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

2 0



貨物 2020 7 30 渕上里実 福岡県小郡市 本社営業所
福岡県小郡市祇
園1-17-12

輸送施設の使用停止
(40日車)、文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号､第17
条第1項第2号､法第
17条第4項、法第18
条第3項､法第24条の
3､法第60条第1項

令和1年12月18日、監査実施。13件の違反が認められた。(1)乗務時間
等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項)､(2)整備管理者の研修受講義務違反(安全規則第15
条)､(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)､(4)点呼の記録事項義務違
反(安全規則第7条第5項)､(5)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8
条)､(6)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)､(7)運
転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)､(8)特定運転者に対
する特別な指導監督違反(安全規則第10条第2項)､(9)特定運転者に対す
る適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)､(10)全従業員に対する
指導監督義務違反(安全規則第10条第4項)､(11)運行管理者の選任(解任)
未届出違反(安全規則第19条)､(12)輸送の安全に関わる情報の公表違反
(安全規則第2条の8)､(13)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第
1項)

4 4

貨物 2020 7 30
山勇運輸株式会社（法人
番号4120101008067）
代表者山本勇

大阪府堺市大豆塚町一
丁21番地の1

京都営業所
京都府京都市山
科区勧修寺下ノ
茶屋町40-5

輸送施設の使用停止
（150日車）

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第17
条第1項

令和2年1月17日、同年2月7日及び同年2月26日、関係機関からの情報
を端緒に監査を実施。10件の違反が認められた。（1）事業計画変更認
可違反【自動車車庫の位置及び収容能力違反】（法第9条第1項）、
（2）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗
務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
（以下「安全規則」）第3条第4項）、（3）疾病、疲労等のおそれのあ
る乗務（安全規則第3条第6項）、（4）点検整備記録簿等の記載違反等
【記録の保存】（安全規則第3条の2、道路運送車両法第49条）、（5）
点呼の記録違反【記録】（安全規則第7条第5項）、（6）乗務等の記録
違反【記載事項等の不備】（安全規則第8条）、（7）運行記録計によ
る記録違反【記録】（安全規則第9条）、（8）運転者台帳【記載事項
等の不備】（安全規則第9条の5第1項）、（9）「貨物自動車運送事業
者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による
運転者に対する特別な指導及び運転適性診断受診義務違反【運転適性
診断の受診状況】（安全規則第10条第2項）、（10）健康保険法、厚生
年金保険法、労働者災害補償保険法及び雇用保険法に基づく社会保険
等加入義務者が社会保険等に未加入（法第24条の4第1項）

15 15

貨物 2020 7 30
嵯峨運輸株式会社（法人
番号5130001010666）
代表者大井雅博

京都府京都市南区吉祥
院蒔絵町25-1

本社営業所
京都府京都市南
区吉祥院蒔絵町
25-1

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項

令和2年1月23日及び同年2月25日、労働局からの通報を端緒に監査を実
施。2件の違反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自
動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、
（2）点呼の実施違反【未実施】（安全規則第7条第1項から第3項）

4 4

貨物 2020 7 31
丸進運輸株式会社（法人
番号5140001078950）
代表者半田静夫

兵庫県伊丹市森本8-104 神戸営業所
兵庫県神戸市西
区神出町田井310

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和2年2月19日、死亡事故を引き起こしたことを端緒に監査を実施。6
件の違反が認められた。（1）疾病、疲労等のおそれのある乗務（貨物
自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第6項）、
（2）点呼の実施違反【未実施】（安全規則第7条第1項及び第2項）、
（3）点呼の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、
（4）乗務等の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第8条）、
（5）運転者台帳【記載事項等の不備】（安全規則第9条の5第1項）、
（6）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指
導及び監督の指針」による運転者に対する特別な指導及び運転適性診
断受診義務違反【運転適性診断の受診状況】（安全規則第10条第2項）

2 2

貨物 2020 7 31
有限会社北村運送（法人
番号1170002010509）
代表者北村吉章

和歌山県日高郡由良町
大字里8

本社営業所
和歌山県日高郡
由良町大字里8

輸送施設の使用停止
（70日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項

令和2年2月20日及び同年3月19日、公安委員会からの通報を端緒に監査
を実施。10件の違反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業
用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4
項）、（2）疾病、疲労等のおそれのある乗務（安全規則第3条第6
項）、（3）点呼の実施違反【未実施】（安全規則第7条第1項及び第2
項）、（4）（5）点呼の記録違反【記録】及び【記載事項等の不備】
（安全規則第7条第5項）、（6）乗務等の記録違反【記載事項等の不
備】（安全規則第8条）、（7）運転者台帳【記載事項等の不備】（安
全規則第9条の5第1項）、（8）「貨物自動車運送事業者が事業用自動
車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」（以下「指導監督告
示」）による運転者に対する指導及び監督違反（安全規則第10条第1
項）、（9）指導監督告示による運転者に対する特別な指導及び運転適
性診断受診義務違反【運転適性診断の受診状況】（安全規則第10条第2
項）、（10）定期点検整備等の未実施【定期点検整備等の未実施】
（安全規則第13条、道路運送車両法第48条）

7 7

タクシー 2020 7 31

株式会社アイビーエスリ
ムジン（法人番号
9010001181912） 代
表者奥谷恭一

東京都千代田区外神田
四丁目3番11号 ｸﾘﾊﾗﾋﾞﾙ
3F

本社営業所
東京都江東区枝
川1-11-13

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第３８条第
１項

令和元年１０月３１日、新規許可を受けたことを端緒として監査を実
施。2件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅
客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)､(2)定期点検整備等の未実施
(道路運送車両法第48条)

0 0

タクシー 2020 7 31

有限会社和栄タクシー
（法人番号
4190002011816) 代表
者中村和晃

三重県志摩市志摩町和
具1903番地1号

鵜方営業所
三重県志摩市阿
児町神明才庭
1828-1､1828-2

輸送施設の使用停止
(70日車)及び文書警
告

旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第5
項

令和元年12月18日、監査方針に基づき、監査を実施。7件の違反が認め
られた。(1)健康診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第5
項)､(2)点呼の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第
5項)､(3)乗務等の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第25
条第3項)､(4)乗務員台帳の記載事項等不備(旅客自動車運送事業運輸規
則第37条第1項)､(5)特定の運転者に対する指導義務違反(旅客自動車運
送事業運輸規則第38条第2項)､(6)特定の運転者に対する運転適性診断未
受診(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)､(7)社会保険等未加入
(道路運送法第30条第2項)

7 7

乗合バス 2020 7 31

高知西南交通株式会社
（法人番号
5490001004905) 代表
者亀川代平

高知県四万十市佐岡
434-1

本社営業所
高知県四万十市
佐岡434-1

輸送施設の使用停止
（60日車)文書警告

道路運送法第27条第
3項

令和2年7月9日、旅客自動車運送事業に関する監査方針に基づき監査を
実施したところ、2件の違反が確認された。(1)事業用自動車の定期点検
整備等を実施していなかったこと（旅客自動車運送事業運輸規則（以
下「運輸規則」第45条）、(2)自動車検査証の有効期間が満了している
事業用自動車を運行していたこと(運輸規則第45条）

6 6

乗合バス 2020 7 31
阪急バス株式会社(法人
番号6120901019848)
代表者井波洋

大阪府池田市井口堂1丁
目9番21号

唐櫃
神戸市北区有野
町唐櫃字山町
1399－2

輸送施設の使用停止
(10日車)

道路運送法(以下
「法」)第16条第1項

令和元年10月9日、事業者の報告に基づき調査を実施。1件の違反が認
められた。事業計画及び運行計画に定める業務の確保違反(法第16条第
1項)

3 1

貨物 2020 8 3
有限会社佐藤商事（法人
番号5420002009463）
代表者佐藤新一

青森県三戸郡階上町蒼
前東5丁目9番地2439

本社営業所
（現:東北町
営業所）

青森県三戸郡階
上町蒼前東5丁目
9番地2439（現:
青森県上北郡東
北町大字大浦字
道ﾉ下29番1）

輸送施設の使用停止
（190日車）

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第3項及び法第17
条第4項

令和元年8月8日及び9月27日、公安委員会からの通知及び監査方針を端
緒として監査を実施した結果、5件の違反が認められた｡（1）過積載運
送（貨物自動車運送事業法第17条第3項）、（2）過積載運送防止の指
導及び監督の怠慢（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下｢安全規
則｣）第4条）、（3）運行指示書の作成義務違反（安全規則第9条の3第
1項）、（4）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1
項）、（5）定期点検整備の実施違反（安全規則第13条及び道路運送車
両法第48条）

32 19



貨物 2020 8 3
有限会社西根企業（法人
番号6400002007567）
代表者西尾成弘

岩手県滝沢市後524番地
3

本社営業所
岩手県滝沢市後
524番地3

輸送施設の使用停止
（90日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項、法第17条
第4項、法第25条第
2項

令和2年1月15日、2月18日及び6月8日、監査方針を端緒として監査を
実施した結果、5件の違反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第3条第4
項）、（2）点呼の記録義務違反（安全規則第7条第5項）、（3）運行
記録計による記録[不実記録]義務違反（安全規則第9条）、（4）運転者
に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）、（5）賃金の最
低限度違反（貨物自動車運送事業法第25条第2項）

9 9

貨物 2020 8 3
有限会社松本運輸（法人
番号9190002016018)
代表者松本拓也

三重県松阪市稲木町
539-2

本社営業所
三重県松阪市清
生町547番地2

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第5項

令和2年6月10日､重傷事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡3件の違反が認められた｡(1)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第7条第5項)､(2)運行記録計による記録義務違反(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(3)運転者に対する指導監督義務
違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)

0 0

タクシー 2020 8 3

千葉タクシー株式会社
（法人番号
8040001065972） 代
表者徳田昭

千葉県柏市東1丁目3番
地12号

本社営業所
千葉県柏市東1丁
目3番地12号

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第３８条第
１項

令和2年7月3日、死亡事故があった旨公安委員会からの通知を端緒とし
て監査を実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義
務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

貨物 2020 8 4
株式会社澤井商運（法人
番号4380001028651）
代表者澤井秀紀

福島県本宮市岩根字み
ずきが丘1番地791

本社営業所
福島県郡山市笹
川1丁目97ルネス
安積103号室

輸送施設の使用停止
（190日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第9
条第1項、法第17条
第4項

令和元年8月7日及び19日、監査方針を端緒として監査を実施した結
果、7件の違反が認められた｡（1）自動車車庫の位置及び収容能力違反
（貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号）、（2）点呼の実
施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第7
条第1項、第2項）、（3）点呼の記録[不実記載]義務違反（安全規則第
7条第5項）、（4）乗務等の記録[不実記載]義務違反（安全規則第8
条）、（5）運行記録計による記録[不実記録]義務違反（安全規則第9
条）、（6）運行指示書の記載事項義務違反（安全規則第9条の3第1
項）、（7）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1
項）

19 19

貨物 2020 8 4
株式会社 北都（法人番
号2011601016415）
代表者田中 考人

神奈川県川崎市川崎区
桜本２－３２－１

本社

神奈川県川崎市
川崎区桜本２－
３２－１－３０
３

輸送施設の使用停止
（80日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

労働局からの通知を端緒として、令和元年10月9日、監査を実施。4件
の違反が認められた。（１）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第3条第6項）、（２）運転者に対する指導監督違
反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（３）事業計
画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、（４）運賃
及び料金の未届出（貨物自動車運送事業報告規則第2条の2）

8 8

貨物 2020 8 4

株式会社 宮岡運輸（法
人番号
4030001027300） 代
表者宮岡 耕治

埼玉県入間市東藤沢３
－１－１１

神川
埼玉県児玉郡神
川町二ノ宮８０
８－８

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

死亡事故を引き起こしたことを端緒として、令和元年11月21日、監査
を実施。7件の違反が認められた。（１）乗務時間等告示の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（２）点呼の実施
義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（３）運行指
示書による指示義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の
3）、（４）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第1項）、（５）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第3条の2）、（６）整備管理者の研修受講義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4）、（７）事業計画の
変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）

3 3

貨物 2020 8 4

株式会社 北関東運輸
（法人番号
7060001012791） 代
表者石塚 譲司

栃木県大田原市鹿畑１
０８１－５

本社
栃木県大田原市
鹿畑１０８１－
５

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和元年
11月7日及び同年12月25日、監査を実施。4件の違反が認められた。
（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第3条第4項）、（２）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条）、（３）運行記録計による記録義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第9条）、（４）運転者に対する指導監督違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

3 3

貨物 2020 8 4

中尾運輸 株式会社（法
人番号
8120001031330） 代
表者東 宏樹

大阪府大阪市住之江区
平林北２－７－９９

東京
東京都足立区南
花畑４－１８－
４

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

死亡事故を引き起こしたことを端緒として、令和元年8月9日及び同年9
月27日 、監査を実施。5件の違反が認められた。（１）点呼の実施義
務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（２）運行記録
計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、
（３）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第10条第1項）、（４）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第3条の2）、（５）整備管理者の研修受講義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4）

3 3

貨物 2020 8 4

有限会社 都南運送（法
人番号
7010702005702） 代
表者西田 智明

東京都品川区旗の台５
－８－２

本店
東京都品川区旗
の台５－８－２

輸送施設の使用停止
（65日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、平成31年2月13日、監査
を実施。8件の違反が認められた。（１）疾病のおそれのある乗務（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（２）点呼の実施義務
違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（３）乗務等の記
録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（４）
運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
10条第1項）、（５）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条の2）、（６）運行管理補助者の要件違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第18条第3項）、（７）運行管理者の講習受講
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項）、（８）報
告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）

7 7

貨物 2020 8 4 中澤 康徳
茨城県水戸市酒門町２
９３６－２

本店
茨城県水戸市酒
門町２９３７－
１２

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

公安委員会からの通知を端緒として、令和2年6月3日、監査を実施。1
件の違反が認められた。（１）過積載運送（貨物自動車運送事業法第
17条第3項）

3 3

貨物 2020 8 4

内田運送 株式会社（法
人番号
5021001024948） 代
表者内田 信也

神奈川県大和市鶴間２
－１２－４

本社
神奈川県大和市
鶴間２－１２－
４ １Ｆ

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

公安委員会からの通知を端緒として、令和2年6月23日、監査を実施。1
件の違反が認められた。（１）過積載運送（貨物自動車運送事業法第
17条第3項）

3 3

貨物 2020 8 4
有限会社長野興業（法人
番号4180302013711)
代表者長野貴範

愛知県豊川市上長山町
小南口原140-8

本社営業所
愛知県豊川市上
長山町小南口原
140-8

輸送施設の使用停止
(40日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和元年11月22日及び令和元年12月4日､監査方針に基づき､監査を実
施｡11件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)整備管理者の解任届出違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)､(3)点呼の実施義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(4)点呼の記
録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)点呼の記
録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(6)乗務
等の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(7)乗務等
の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(8)運行
記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､
(9)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条
の3第1項)､(10)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第2項)､(11)特定の運転者に対する運転適性診断
未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)

4 4



貨物 2020 8 4
光急行株式会社(法人番
号7270001003051）
代表者坂上英章

鳥取県鳥取市福部町湯
山1241-6

本社営業所

鳥取県岩美郡岩
美町大字大谷字
河原田1753-1、
1754-1

輸送施設の使用停止
（40日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項及び
同条第4項

令和2年2月28日及び同年3月30日、死亡事故を端緒として監査を実施。
8件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、(2)乗務等の
記録事項義務違反（安全規則第8条第1項）、(3)運行記録計による記録
義務違反（安全規則第9条）、(4)運転者台帳の記載事項義務違反（安全
規則第9条の5第1項）、(5)運転者に対する指導監督義務違反（安全規
則第10条第1項）、(6)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反
（安全規則第10条第1項）、(7)、特定の運転者に対する特別な指導義
務違反（安全規則第10条第2項）、(8)特定の運転者に対する適性診断
受診義務違反（安全規則第10条第2項）

4 4

貨物 2020 8 4
木村重機有限会社（法人
番号7500002002276)
代表者木村公一

愛媛県松山市保免中2丁
目3-16

本社営業所
愛媛県松山市保
免中2丁目3-16

輸送施設の使用停止
（30日車)文書警告

貨物自動車運送事業
法第11条、第17条
第1項、第4項、第
24条の3

令和元年5月29日及び同年同月30日、死亡事故を端緒として監査を実施
したところ、14件の違反が確認された。(1)営業所の掲示事項が不適切
であったこと(貨物自動車運送事業法第11条）、(2)運転者の健康状態の
把握が確実になされていなかったこと（貨物自動車運送事業輸送安全
規則（以下「安全規則」）第3条第6項）、(3)運転者に対する点呼の実
施結果の記録が確実になされていなかったこと（安全規則第7条第5
項）、(4)運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であった
こと（安全規則第7条第5項）、(5)運転者の乗務について定められた事
項の記録が確実になされていなかったこと（安全規則第8条）、(6)運転
者の乗務について定められた事項の記録が不適切であったこと（安全
規則第8条）、(7)運行記録計による記録が確実になされていなかったこ
と（安全規則第9条）、(8)運転者台帳について定められた事項の記録が
不適切であったこと（安全規則第9条の5第1項）、(9)事業用自動車の
運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督の記録が
確実になされていなかったこと（安全規則第10条第1項）、(10)高齢運
転者に対して事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき
事項についての特別な指導が不適切だったこと（安全規則第10条第2
項）、(11)高齢運転者に対して法令で定められた適性診断を受診させて
いなかったこと（安全規則第10条第2項）、(12)整備管理者に対して、
法令で定められた研修を受講させていなかったこと（安全規則第15
条）、(13)運行管理者に対して、法令で定められた講習を受講させてい
なかったこと（安全規則第23条第1項）、(14)輸送の安全にかかわる情

3 3

タクシー 2020 8 4
株式会社櫟山交通（法人
番号1040001033036）
代表者野山勝明

千葉県鎌ヶ谷市くぬぎ
山5丁目1番地26号

松戸営業所
千葉県松戸市松
飛台中原458-1

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第２１条第
１項

令和2年7月7日、死亡事故があった旨公安委員会からの通知を端緒とし
て監査を実施。2件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違
反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第21条第1項)､(2)運転
者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)

0 0

タクシー 2020 8 4

有限会社城南タクシー
（法人番号
4480002002265) 代表
者近藤洋祐

徳島県徳島市秋田町3丁
目29-1

本社営業所
徳島県徳島市秋
田町3丁目29-1

輸送施設の使用停止
（31日車)文書警告

道路運送法第27条第
3項

令和2年1月9日及び同年2月7日、労働局からの通報を端緒として監査を
実施したところ、6件の違反が確認された。(1)運転者に対する点呼が確
実になされていなかったこと（旅客自動車運送事業運輸規則（以下
「運輸規則」）第24条第1項、第2項）、(2)運転者に対する点呼の実施
結果の記録内容が不適切であったこと（運輸規則第24条第5項）、(3)
乗務員台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと（運
輸規則第37条第1項）、(4)高齢運転者に対して事業用自動車の運行の
安全を確保するために遵守すべき事項についての特別な指導が不適切
だったこと（運輸規則第38条第2項）、(5)高齢運転者に対して法令で
定められた適性診断を受診させていなかったこと（運輸規則第38条第2
項）、(6)要件を満たさない者が運行管理者の業務の補助者として点呼
を行っていたこと（運輸規則第47条の9第3項）

3 3

貸切バス 2020 8 4

有限会社友部自動車観光
（法人番号
9050002016353） 代
表者 友部稔

茨城県石岡市太田378 本社営業所
茨城県石岡市太
田378-2

輸送施設の使用停止
（310日車）

道路運送法第9条の2
第1項

令和元年10月11日及び令和元年11月1日、法令違反の疑いがある旨の情
報を端緒に監査を実施。15件の違反が認められた。(1)運賃料金変更事
前届出違反(道路運送法(以下｢運送法｣)第9条の2第1項)､(2)運賃料金､運
送約款の掲示義務違反(運送法第12条第1項)､(3)事業計画の事前変更届
出違反(運送法第15条第3項)､(4)営業区域外旅客運送(運送法第20条)､
(5)運送引受書の交付義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸
規則｣)第7条の2第1項)､(6)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)､
(8)乗務等の記録の記録事項不備(運輸規則第25条第2項)､(9)経路の調査
等の義務違反(運輸規則第28条)､(10)運行指示書の記載事項不備(運輸規
則第28条の2第1項)､(11)乗務員台帳の記載事項等の不備(運輸規則第37
条第1項)､(12)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1
項)､(13)高齢運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2
項)､(14)定期点検整備等の未実施(運輸規則第45条)､(15)輸送の安全に
かかわる情報の公表義務違反(運送法29条の3)､(16)輸送の安全にかかわ
る公表情報の報告義務違反(運輸規則第47条の7第1項)

31 31

貨物 2020 8 5
硝和運輸有限会社（法人
番号6200002013726)
代表者伊藤雅之

岐阜県不破郡垂井町綾
戸382-4

本社営業所
岐阜県不破郡垂
井町綾戸字不破
の初382-4

輸送施設の使用停止
(10日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和元年11月27日､死亡事故を引き起こしたことを端緒として､監査を
実施｡3件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)点呼の記録記載事項不備
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(3)運転者に対する指導
監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)

1 1

貨物 2020 8 5
大矢知運輸有限会社（法
人番号9180002083216)
代表者山本裕茂

愛知県半田市横川町1-
12-1

本社営業所
愛知県半田市横
川町1-12-1

輸送施設の使用停止
(30日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第6条第1
項第1号

令和元年12月5日､重傷事故を引き起こしたことを端緒として、監査を
実施｡5件の違反が認められた｡(1)配置車両数違反(貨物自動車運送事業
法施行規則第6条第1項第1号)､(2)健康診断未受診(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第6項)､(3)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(4)特定の運転者に対する指導
義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(5)特定の運
転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
10条第2項)

3 3

貨物 2020 8 5
株式会社ヤマセイ（法人
番号7180001097623)
代表者田中宣之

愛知県弥富市鍋田町八
穂155-1

本社営業所
愛知県弥富市鍋
田町八穂155-1

輸送施設の使用停止
(50日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和元年12月16日､監査方針に基づき､監査を実施｡5件の違反が認めら
れた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条
第1項第4号)､(2)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第4項)､(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条第1項及び第2項)､(4)点呼の記録義務違反(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)点呼の記録記載事項不備(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)

5 5

貨物 2020 8 5
有限会社三光興業(法人
番号3260002018318）
代表者三宅光弘

岡山県倉敷市連島町西
之浦357-14

本社営業所
岡山県倉敷市連
島町西之浦357-
14

輸送施設の使用停止
（40日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項及び
同条第4項

令和元年7月29日及び同年10月9日、情報提供を端緒として監査を実
施。6件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、(2)疾
病、疲労等のおそれのある乗務禁止違反（安全規則第3条第6項）、(3)
点呼の記録事項義務違反（安全規則第7条第5項）、(4)運転者台帳の記
載事項義務違反（安全規則第9条の5第1項）、(5)特定の運転者に対す
る特別な指導義務違反（安全規則第10条第2項）、(6)特定の運転者に
対する適性診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）

4 4



貨物 2020 8 5
広和運輸株式会社(法人
番号7120901009369）
代表者海原広和

大阪府摂津市鳥飼上4-
11-18

福山営業所
広島県福山市曙
町2丁目22-8

輸送施設の使用停止
（100日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
9条第1項、同条第3
項前段、法第11条、
法第17条第1項及び
同条第4項

令和元年10月11日及び令和2年1月28日、情報提供を端緒として監査を
実施。12件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反（車庫）
（貨物自動車運送事業法施行規則（以下「施行規則」）第2条第1項第4
号）、(2)事業計画の変更事前届出違反（事業用自動車の数）（施行規
則第6条第1項第1号）、(3)運送約款等の掲示違反（法第11条）、(4)乗
務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下
「安全規則」）第3条第4項）、(5)乗務時間等告示なお書き遵守違反
（安全規則第3条第4項）、(6)疾病、疲労等のおそれのある乗務禁止違
反（安全規則第3条第6項）、(7)点呼の実施義務違反（安全規則第7条1
項、第2項及び第3項）、(8)乗務等の記録事項義務違反（安全規則第8
条第1項）、(9)運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1
項）、(10)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反（安全規則第
10条第1項）、(11)特定の運転者に対する特別な指導義務違反（安全規
則第10条第2項）、(12)特定の運転者に対する適性診断受診義務違反
（安全規則第10条第2項）

10 10

貨物 2020 8 5
丸進運輸株式会社（法人
番号5140001078950)
代表者半田静夫

兵庫県伊丹市森本8-104 四国営業所
香川県高松市川
部町字宮本1363-
6

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号、第4項

令和2年2月20日、死亡事故を端緒として監査を実施したところ、3件の
違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が不適切であ
り、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度を超え、また所定の休息
期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと（貨物自
動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、(2)運
行記録計による記録が確実になされていなかったこと（安全規則第9
条）、(3)運転者台帳について定められた事項の記録が不適切であった
こと（安全規則第9条の5第1項）

0 0

貨物 2020 8 5
立﨑興業有限会社（法人
番号4340002027243）
代表者立崎敏彦

鹿児島県肝属郡東串良
町新川西3683-1

本社営業所
鹿児島県肝属郡
東串良町新川西
3683-1

事業停止（14日
間）、輸送施設の使
用停止（211日車）、
文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項第1号、
法第17条第1項第2
号、法第17条第4
項、法第60条第1
項、道路運送車両法
（以下｢車両法｣）第
48条、車両法第58
条第1項

令和1年12月17日、監査実施。12件の違反が認められた。(1)疾病、疲
労等のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安
全規則」）第3条第6項)、(2)定期点検整備の実施違反(安全規則第3条の
2、道路運送車両法（以下「車両法」）第48条)、(3)無車検運行違反(安
全規則第3条の2､車両法58条第1項)、(4)整備管理者の研修受講義務違
反(安全規則第3条の4)、(5)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8
条)、(6)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(7)運転者台
帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(8)運転者台帳の記載事項
義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(9)運転者に対する指導監督違反
(安全規則第10条第1項)、(10)運転者に対する指導監督の記録又は指導
監督の記録保存違反(安全規則第10条第1項)、(11)運転者に対する指導
監督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1項)、(12)報告義務違反(貨
物自動車運送事業法第60条第1項)

51 51

タクシー 2020 8 5
株式会社未来都（法人番
号2120001159689）
代表者笹井美智子

大阪府門真市殿島町11
－6

八尾
大阪府八尾市安
中町1－3－29

文書警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法108条の34の規定に基づく通知件数（放置
駐車違反）が過去一年以内に3件に達した。「旅客自動車運送事業者が
事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転
者に対する指導監督義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1
項）

0 0

貨物 2020 8 6

コープ商事物流株式会社
（法人番号
5110001002302） 代
表者山田文栄

新潟県新潟市北区太郎
代１４４８－３

新潟事業部
新潟県新潟市北
区太郎代１４４
８－３

輸送施設の使用停止
（70日車）

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第4項及び法第
18条第2項

令和元年8月6日、監査実施。5件の違反が認められた。（1）点呼の記
録改ざん・不実記載（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全
規則」）第7条第5項）（2）運転者台帳の作成義務違反（安全規則第9
条の5第1項）（3）運転者台帳の記載不備（安全規則第9条の5第1項、
第2項）（4）特定の運転者に対する指導監督違反（安全規則第10条第2
項）（5）運行管理者に対する指導監督違反（安全規則第22条第1項）

7 7

貨物 2020 8 6
京都土木株式会社（法人
番号2130001026236）
代表者徳山正夫

京都府京都市西京区大
原野上里鳥見町8番地18

京都事業所
京都市伏見区羽
束師志水町181-1

輸送施設の使用停止
（50日車）

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第17
条第1項

令和2年2月18日及び同年3月12日、関係機関からの情報を端緒に監査を
実施。4件の違反が認められた。（1）事業計画変更認可違反【自動車
車庫の位置及び収容能力違反】（法第9条第1項）、（2）疾病、疲労等
のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全
規則」）第3条第6項）、（3）点呼の記録違反【記載事項等の不備】
（安全規則第7条第5項）、（4）報告義務違反（法第60条第1項）

5 5

タクシー 2020 8 6

有限会社幸崎タクシー
(法人番号
9240002053170) 代表
者石原守

広島県三原市幸崎能地3
丁目3番21号

本社営業所
広島県三原市幸
崎能地3丁目3番
21号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年7月21日、情報提供を端緒に監査を実施。1件の違反が認められ
た。乗務員台帳の記載事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第
37条第1項）

0 0

貨物 2020 8 7

株式会社エムエー通商
（法人番号５４６０００
１００４６６８） 代表
者佐藤政博

北海道川上郡弟子屈町
とう別原野３８０番地
２７

本社営業所

北海道川上郡弟
子屈町とう別原
野３８０番地２
７

文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項第１
号、法第１７条第４
項

令和２年７月１０日、第一当事者と推定される死亡事故を引き起こし
たことを端緒として監査を実施。６件の違反が認められた。（１）乗
務時間等の基準の遵守義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
（以下「安全規則」）第３条第４項）、（２）点呼の実施義務違反
（安全規則第７条第１項、第２項、第３項）、（３）事故の記録事項
義務違反（安全規則第９条の２）、（４）運転者台帳の記載事項義務
違反（安全規則第９条の５第１項）、（５）運転者に対する指導監督
義務違反（安全規則第１０条第１項）、（６）特定運転者に対する適
性診断受診義務違反（安全規則第１０条第２項）

0 0

貨物 2020 8 12

ミナト流通サービス株式
会社(法人番号
5180001007484) 代表
者石川鎭生

愛知県名古屋市港区浜
2-12-24

倉敷営業所
岡山県倉敷市児
島塩生2767-25

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項

令和元年11月12日及び同年12月6日、情報提供を端緒に監査を実施。1
件の違反が認められた。乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第3条第4項）

1 1

貨物 2020 8 12
西部運輸株式会社(法人
番号1240001031060)
代表者横山立

広島県福山市箕沖町
105-17

広島支店
広島県廿日市市
宮内工業団地1-1

輸送施設の使用停止
（40日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項及び
同条第4項

令和元年10月29日及び令和2年2月20日、酒気帯び運転による事故を端
緒に監査を実施。3件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4
項）、(2)運転者台帳の記載事項義務違反（安全規則第9条の5第1
項）、(3)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反（安全規則第10
条第1項）

4 4

タクシー 2020 8 12

合同タクシー株式会社
(法人番号
8240001025840) 代表
者大星修也

広島県呉市築地町4番32
号

広営業所
広島県呉市広白
岳1丁目2-67

輸送施設の使用停止
（70日車）及び文書
警告

道路運送法第27条3
項、道路運送車両法
（以下「法」）第48
条、法第49条及び法
第58条1項

令和元年7月17日及び同年8月8日、当該事業者より無車検運行を行った
旨の自己申告を受けたことを端緒として監査を実施。8件の違反が認め
られた。(1)点呼の記録義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下
「運輸規則」）第24条第5項）、(2)点呼の記録事項義務違反（運輸規
則第24条第5項）、(3)乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第25条第3
項）、(4)乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条第1項）、
(5)無車検運行（運輸規則第45条）、(6)事業用自動車の定期点検整備義
務違反（運輸規則第45条第1号）、(7)定期点検整備記録簿の保存義務
違反（運輸規則第45条第2号）、(8)運行管理者の講習（一般講習）受
講義務違反（運輸規則第48条の4第1項）

7 7

貸切バス 2020 8 12 大西茂樹 兵庫県三田市天神 本店
兵庫県三田市相
生町9－18

輸送施設の使用停止
(180日車)

道路運送法第27条第
3項

令和元年12月17日及び同年12月26日、法令違反の疑いを端緒として監
査を実施。3件の違反が認められた。(1)運行管理者の選任違反【他の営
業所の運行管理者又は補助者としての兼任】(旅客自動車運送事業運輸
規則(以下「運輸規則」)第47条の9第1項)、(2)点呼の実施義務違反【未
実施】(運輸規則第24条第1項、第2項、第3項)、(3)点呼の記録義務違反
【記録の改ざん・不実記載】(運輸規則第24条第5項)

44 18

タクシー 2020 8 14

株式会社ワイエム交通
（法人番号
1010601029898） 代
表者若林泰治

東京都江東区新木場1-
6-11号先

本社営業所
東京都江東区新
木場1-6-11先

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第３８条第
１項

令和2年7月9日及び令和2年7月16日、救護義務違反があった旨公安委員
会からの通知を端緒として監査を実施。1件の違反が認められた。(1)運
転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第
1項)

0 0



貨物 2020 8 17
日本商運株式会社（法人
番号5210001002630)
代表者平木ひとみ

福井県吉田郡永平寺町
松岡下合月12-3

名古屋営業
所

愛知県一宮市丹
陽町伝法寺字五
輪ヶ渕4360番113
ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ
101号室

輸送施設の使用停止
(20日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

令和元年12月17日､監査方針に基づき､監査を実施｡5件の違反が認めら
れた｡(1)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6
項)､(2)整備管理者の選任解任届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条の2)､(3)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第7条第5項)､(4)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第5項)､(5)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)

2 2

貨物 2020 8 17
有限会社港運企画(法人
番号4180002047480) 代
表者遠藤富士夫

愛知県名古屋市名東区
香流3丁目508番地

本社営業所
愛知県海部郡飛
島村木場町2-
136-2

輸送施設の使用停止
(40日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第5号

令和元年8月20日及び令和2年1月28日､監査方針に基づき､監査を実施｡
7件の違反が認められた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事
業法施行規則第2条第1項第5号)､(2)事業計画事後届出違反(貨物自動車
運送事業法施行規則第7条第1項第3号)､(3)整備管理者の研修受講義務違
反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4)､(4)特定の運転者に対す
る指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(5)特
定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第2項)､(6)運行管理者の選任解任届出違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第19条)､(7)事業報告書及び事業実績報告書未提出(貨
物自動車運送事業法第60条第1項)

4 4

貨物 2020 8 17
北川直樹（フードライ
ン) 代表者北川直樹

高知県高知市鴨部1034-
7

本店営業所
高知県高知市鴨
部1丁目19-35

輸送施設の使用停止
（40日車)文書警告

貨物自動車運送事業
法第9条第3項前段、
第17条第1項第1
号、第4項、第60条
第1項、道路運送法
第95条

令和2年2月4日及び同年同月10日、死亡事故を端緒として監査を実施し
たところ、6件の違反が確認された。(1)営業所に配置する車両数等の変
更を届け出ていなかったこと（貨物自動車運送事業法施行規則第6条第
1項第1号）、(2)運転者の健康状態の把握が確実になされていなかった
こと（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第
6項）、(3)運行記録計による記録が確実になされていなかったこと（安
全規則第9条）、(4)運転者台帳について定められた事項の記録が不適切
であったこと（安全規則第9条の5第1項）、(5)事業報告書及び事業実
績報告書の提出をしていなかったこと（貨物自動車運送事業法第60条
第1項）、(6)氏名、名称又は記号を車体に表示していなかったこと（道
路運送法施行規則第65条）

4 4

タクシー 2020 8 17

小松川タクシー株式会社
（法人番号
3011701003089） 代
表者中村政弘

東京都江戸川区松島1-
32-20

本社営業所
東京都江戸川区
松島1-32-20

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第３８条第
１項

令和2年8月17日、駐停車違反があった旨公安委員会からの通知を端緒
として調査を実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監
督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

タクシー 2020 8 17

伊勢西村ハイヤー有限会
社（法人番号
7190002008314) 代表
者西村有子

三重県伊勢市前山町
1292-5

本社営業所
三重県伊勢市前
山町1292-5

輸送施設の使用停止
(60日車)及び文書警
告

道路運送法第23条第
3項

令和2年1月22日及び令和2年1月24日、監査方針に基づき、監査を実
施。7件の違反が認められた。(1)運行管理者の解任届出違反(道路運送
法第23条第3項)､(2)健康診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第21
条第5項)､(3)乗務等の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則
第25条第3項)､(4)特定の運転者に対する指導義務違反(旅客自動車運送
事業運輸規則第38条第2項)､(5)特定の運転者に対する運転適性診断未受
診(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)､(6)定期点検未実施(旅客
自動車運送事業運輸規則第45条)､(7)一般講習受講義務違反(旅客自動車
運送事業運輸規則第48条の4第1項)

6 6

タクシー 2020 8 17

瑞穂タクシー株式会社
（法人番号
7180001024354) 代表
者岩間宏之

愛知県名古屋市天白区
野並2丁目12番地

本社営業所
愛知県名古屋市
天白区野並2丁目
12番地

輸送施設の使用停止
(10日車）及び文書警
告

旅客自動車運送事業
運輸規則第25条第3
項

令和2年1月31日、監査方針に基づき、監査を実施。3件の違反が認めら
れた。(1)乗務等の記録記載事項不備（旅客自動車運送事業運輸規則第
25条第3項）、(2)特定の運転者に対する指導義務違反（旅客自動車運
送事業運輸規則第38条第2項）、(3)特定の運転者に対する適性診断未
受診（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項）

1 1

タクシー 2020 8 17

浜松タクシー株式会社
（法人番号
6080401004140) 代表
者本多正

静岡県浜松市東区子安
町1481番地

浜北営業所
静岡県浜松市浜
北区根堅2004-4､
2004-17

輸送施設の使用停止
(20日車)及び文書警
告

旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第5
項

令和2年1月14日、監査方針に基づき、監査を実施。3件の違反が認めら
れた。(1)健康診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第5項)､
(2)特定の運転者に対する指導義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第
38条第2項)､(3)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(旅客自動車
運送事業運輸規則第38条第2項)

2 2

貨物 2020 8 18
有限会社共栄陸運（法人
番号7200002020119)
代表者大澤憲次

岐阜県多治見市高田町
岩曽根10

本社営業所
岐阜県多治見市
旭ヶ丘十丁目6番
地40

輸送施設の使用停止
(20日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和元年12月11日､関係機関からの情報を端緒として監査を実施｡3件の
違反が認められた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法
施行規則第2条第1項第4号)､(2)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(3)点呼の実施義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)
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貨物 2020 8 18

株式会社ダイセーセント
レックス（法人番号
5180001123091) 代表
者田中健惠

愛知県弥富市鎌倉町295 港営業所
愛知県名古屋市
港区善進本町517

輸送施設の使用停止
(30日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和元年12月11日及び令和元年12月20日､監査方針に基づき､監査を実
施｡5件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)健康診断未受診(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第3条第6項)､(3)整備管理者の研修受講義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4)､(4)点呼の記録義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)点呼の記録記載事項
不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)

3 3

貨物 2020 8 18

株式会社Ｕｎｉｔｙ（法
人番号
1140001072569） 代
表者今村康人

兵庫県伊丹市北本町3丁
目200

本店営業所
兵庫県伊丹市北
本町3丁目200

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第17
条第1項

令和元年7月24日及び同年8月20日、公安委員会からの通報を端緒に監
査を実施。5件の違反が認められた。（1）疾病、疲労等のおそれのあ
る乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条
第6項）、（2）点呼の実施違反【未実施】（安全規則第7条第1項及び
第2項）、（3）運行記録計による記録違反【記録】（安全規則第9
条）、（4）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して
行う指導及び監督の指針」による運転者に対する特別な指導及び運転
適性診断受診義務違反【運転適性診断の受診状況】（安全規則第10条
第2項）、（5）報告義務違反（法第60条第1項）

6 6

貨物 2020 8 18

グリーン物流株式会社
（法人番号
7120901009303） 代
表者前久保拓也

大阪府高槻市西面北2-
19-1

大阪支店営
業所

大阪府茨木市南
目垣1丁目3-12

輸送施設の使用停止
（110日車）

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第17
条第4項

令和元年8月28日及び同年9月17日、公安委員会からの通報を端緒に監
査を実施。10件の違反が認められた。（1）事業計画変更事前届出違反
【各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数違反】（法第9条第
3項前段）、（2）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤
務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（3）点呼の実施違反
【未実施】（安全規則第7条第1項から第3項）、（4）（5）点呼の記録
違反【記録】及び【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、
（6）乗務等の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第8条）、
（7）運転者台帳【記載事項等の不備】（安全規則第9条の5第1項）、
（8）運転者に対する指導及び監督に係る記録の作成・保存【記録の改
ざん・不実記録】（安全規則第10条第1項）、（9）整備管理者の研修
受講義務違反（安全規則第15条）、（10）運行管理者の講習受講義務
違反（安全規則第23条第1項）

11 11

タクシー 2020 8 18 依田 光信 東京都足立区 個人 東京都足立区
文書警告及び輸送の
安全確保命令

旅客自動車運送事業
運輸規則第２５条第
３項

令和2年6月30日、法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として監査を
実施。1件の違反が認められた。(1)乗務記録の記録事項の不備(旅客自
動車運送事業運輸規則第25条第3項)

0 0

タクシー 2020 8 18 川名 浩徳 東京都目黒区 個人 東京都目黒区
文書警告及び輸送の
安全確保命令

旅客自動車運送事業
運輸規則第２５条第
３項

令和2年6月18日、救護義務違反があった旨公安委員会からの通知を端
緒として監査を実施。1件の違反が認められた。(1)乗務記録の記録事項
の不備(旅客自動車運送事業運輸規則第25条第3項)

0 0



貸切バス 2020 8 18

東富士観光自動車株式会
社（法人番号
7090001009967） 代
表者 小林繁

山梨県南都留郡忍野村
内野4780

本社営業所
山梨県南都留郡
忍野村内野4780

輸送施設の使用停止
（470日車）

道路運送法第9条の2
第1項

令和元年9月11日、令和元年9月13日及び令和元年10月1日、定期的な
監査を実施。17件の違反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反
(道路運送法(以下｢運送法｣)第9条の2第1項)､(2)事業計画の変更認可違
反(運送法第15条第1項)､(3)事業計画の事前変更届出違反(運送法第15条
第3項)､(4)営業区域外旅客運送(運送法第20条)､(5)運行管理者の選任違
反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第47条の9第1項)､(6)
乗務時間等告示の遵守違反(運輸規則第21条第1項)､(7)健康状態の把握
義務違反(運輸規則第21条第5項)､(8)点呼の実施等義務違反(運輸規則第
24条)､(9)乗務等の記録の記録事項不備(運輸規則第25条第2項)､(10)乗
務等の記録の不実記載(運輸規則第25条第2項)､(11)日雇い運転者等の選
任禁止違反(運輸規則第36条第1項)､(12)乗務員台帳の作成､備付け義務
違反(運輸規則第37条第1項)､(13)運転者に対する指導監督等義務違反
(運輸規則第38条第1項)､(14)運転者に対する指導監督実施記録の不実記
載(運輸規則第38条第1項)､(15)初任運転者に対する特別な指導義務違反
(運輸規則第38条第2項)､(16)初任運転者に対する適性診断受診義務違反
(運輸規則第38条第2項)､(17)運行管理者に対する指導監督義務違反(運
輸規則第48条の3)
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貨物 2020 8 19
丸協運輸有限会社（法人
番号1290002035452）
代表者渡部智

福岡県古賀市青柳3509-
2

本社営業所
福岡県古賀市青
柳3509-2

輸送施設の使用停止
（30日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項第1号、
法第17条第4項

令和2年4月6日、監査実施。6件の違反が認められた。(1)乗務時間等の
基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(3)乗務
等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(4)運行記録計による記録義務
違反(安全規則第9条)、(5)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10
条第1項)、(6)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規則第
10条第1項)

3 3

タクシー 2020 8 19 秀野 勝行 東京都足立区 個人 東京都足立区
文書警告及び輸送の
安全確保命令

旅客自動車運送事業
運輸規則第２５条第
３項

令和2年6月26日、法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として監査を
実施。1件の違反が認められた。(1)乗務記録の記録事項の不備(旅客自
動車運送事業運輸規則第25条第3項)

0 0

タクシー 2020 8 19 立石一郎
長崎県佐世保市小佐々
町

エコタク
シー小佐々
営業所

長崎県佐世保市
小佐々町臼浦免
52-3

輸送施設の使用停止
（70日車）、文書警
告、文書勧告

道路運送法第27条第
3項

令和2年3月3日、監査実施。12件の違反が認められた。(1)疾病、疲労
等のおそれのある乗務（旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規
則」)第21条第5項）、(2)点呼の実施義務違反（運輸規則第24条）、(3)
点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条第5項）、(4)乗務等の記録
事項義務違反（運輸規則第25条）、(5)乗務員台帳の作成義務違反（運
輸規則第37条第1項）、(6)乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則
第37条第1項）、(7)運転者に対する指導監督違反（運輸規則第38条第1
項）、(8)運転者に対する指導監督の記載事項義務違反（運輸規則第38
条第1項）、(9)特定運転者に対する特別な指導監督違反（運輸規則第
38条第2項）、(10)特定運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規
則第38条第2項）、(11)指導要領制定義務違反（運輸規則第40条第1
項）、(12)指導主任者の届出義務違反(運輸規則第68条第1項第3号)
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貨物 2020 8 20

株式会社サンサービス
（法人番号
6120001165626） 代
表者田口剛

大阪府摂津市一津屋1-
23-15

九州営業所
熊本県玉名市大
倉1349

事業停止（30日
間）、輸送施設の使
用停止（70日車）、
文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項、法第17
条第4項、道路運送
車両法（以下｢車両
法｣）第48条、車両
法第49条第3項、車
両法第66条第1項

令和1年9月12日、監査実施。16件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項)、(2)乗務時間等の基準なお書き違反(安全規則第3条
第4項)、(3)疾病、疲労等のおそれのある乗務(安全規則第3条第6項)、
(4)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(5)点呼の記録義務違反(安全
規則第7条第5項)、(6)乗務等の記録義務違反(安全規則第8条)、(7)運行
記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(8)運行指示書に係る（作
成、指示、携行）義務違反(安全規則第9条の3第1項)、(9)運行指示書の
記載事項義務違反(安全規則第9条の3第1項)、(10)運転者台帳の作成義
務違反(安全規則第9条の5第1項)、(11)運転者台帳の記載事項義務違反
(安全規則第9条の5第1項)、(12)運転者に対する指導監督違反(安全規則
第10条第1項)、(13)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記
録保存違反(安全規則第10条第1項)、(14)自動車検査証の備付け義務違
反（安全規則第13条､道路運送車両法（以下「車両法」）第66条第1
項）、(15)定期点検整備の実施違反(安全規則第13条、車両法第48条)、
(16)定期点検整備記録簿の記載等違反(安全規則第13条、車両法第49条
第3項)
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貨物 2020 8 21
有限会社浅野興業(法人
番号4210002000155) 代
表者浅野秀一

福井県福井市江上町第
45号9番地

本社営業所
福井県福井市江
上町第45号9番地

輸送施設の使用停止
(30日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和元年10月28日､監査方針に基づき､監査を実施｡6件の違反が認めら
れた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条第4項)､(2)点呼の実施不適切(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第5項)､(4)運転者台帳の作成義務違反(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(5)特定の運転者に対する指導義務
違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(6)特定の運転者
に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条
第2項)

3 3

貨物 2020 8 21
四国物流株式会社（法人
番号8480001006148)
代表者矢野亮三

徳島県鳴門市撫養町木
津字萱谷1336-1

松茂営業所
徳島県板野郡松
茂町広島字南川
向52-8

文書警告

貨物自動車運送事業
法第9条第3項前段、
第17条第4項、第60
条第1項

令和2年6月15日及び同年同月25日、死亡事故を端緒として監査を実施
したところ、4件の違反が確認された。(1)営業所に配置する車両数等の
変更を届け出ていなかったこと（貨物自動車運送事業法施行規則第6条
第1項第1号）、(2)運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切
であったこと（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第7条第5項）、(3)運転者台帳について定められた事項の記録が
不適切であったこと（安全規則第9条の5第1項）、(4)事業報告書及び
事業実績報告書の提出をしていなかったこと（貨物自動車運送事業法
第60条第1項）
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貨物 2020 8 21
株式会社昭商店（法人番
号8120001132946）
代表者岡本昭仁

大阪府摂津市鳥飼中1丁
目3番14号

摂津営業所
大阪府摂津市鳥
飼中1丁目3番14
号

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第17
条第1項

令和元年10月4日及び同年10月24日、公安委員会からの通報を端緒に監
査を実施。10件の違反が認められた。（1）事業計画変更認可違反【自
動車車庫の位置及び収容能力違反】（法第9条第1項）、（2）「貨物自
動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る
基準」の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）、（3）疾病、疲労等のおそれのある乗務（安全規
則第3条第6項）、（4）点呼の記録違反【記載事項等の不備】（安全規
則第7条第5項）、（5）乗務等の記録違反【記載事項等の不備】（安全
規則第8条）、（6）運行記録計による記録違反【記録】（安全規則第9
条）、（7）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して
行う指導及び監督の指針」（以下「指導監督告示」）による運転者に
対する指導及び監督違反（安全規則第10条第1項）、（8）指導監督告
示による運転者に対する特別な指導及び運転適性診断受診義務違反
【運転適性診断の受診状況】（安全規則第10条第2項）、（9）定期点
検整備等の未実施【定期点検整備等の未実施】（安全規則第13条、道
路運送車両法第48条）、（10）整備管理者の研修受講義務違反（安全
規則第15条）
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タクシー 2020 8 21
株式会社香流運輸（法人
番号2180001001812)
代表者髙木千榮子

愛知県名古屋市名東区
引山四丁目606番地

岩作営業所
愛知県長久手市
岩作早稲田22番
地1号

輸送施設の使用停止
(20日車)及び文書警
告

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和2年1月14日及び令和2年1月28日､重傷事故を引き起こしたことを
端緒として､監査を実施｡3件の違反が認められた｡(1)運転者に対する指
導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)､(2)特定の
運転者に対する指導義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2
項)､(3)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第2項)

3 2
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京阪京都交通株式会社
（法人番号
4130001010527） 代
表者阪本和宏

京都府京都市南区東九
条南石田町5番地

西京営業所
京都府京都市西
京区樫原秤谷町
22番地1

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年7月7日、苦情を端緒として調査を実施。1件の違反が認められ
た。早発の禁止違反(旅客自動車運送事業運輸規則第12条)

0 0
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犬山ツーリスト株式会社
（法人番号
9180001080726) 代表
者小川誠

愛知県犬山市上坂町三
丁目81番地

犬山営業所
愛知県犬山市松
本町二丁目16番
地

輸送施設の使用停止
(60日車)

道路運送法第9条の2
第1項

令和2年1月28日、監査方針に基づき監査を実施。1件の違反が認められ
た。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2第1項)

27 6
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株式会社野尻重機（法人
番号4210001010262)
代表者野尻和夫

福井県大野市中保15号
108番地6

本社営業所
福井県大野市中
保15-108-1

輸送施設の使用停止
（60日車）及び文書
警告

道路運送法第9条の2
第1項

令和元年11月8日及び11月12日、監査方針に基づき、監査を実施。3件
の違反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条
の2第1項)､(2)運送引受書記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第
7条の2第1項)､(3)整備管理者の選任解任届出違反(旅客自動車運送事業
運輸規則第45条)

6 6
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藤原運送株式会社(法人
番号8260001021689 )
代表者藤原淳一

岡山県備前市穂浪1589-
2

本社営業所
岡山県備前市穂
浪1589-2

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第1項及び
同条第4項

令和2年7月1日及び同年8月19日、情報提供を端緒として監査を実施。6
件の違反が確認された。(1)乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、(2)点呼の実
施義務違反（安全規則第7条1項）、(3)点呼の記録事項義務違反（安全
規則第7条第5項）、(4)乗務等の記録事項義務違反（安全規則第8条第1
項）、(5)運転者台帳の記載事項義務違反（安全規則第9条の5第1
項）、(6)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反（安全規則第10
条第1項）

0 0
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ミヤコ流通株式会社（法
人番号
7130001048886） 代
表者??田幸子

京都府久世郡久御山町
森川端18番地の1

本社営業所
京都府久世郡久
御山町森三丁27

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項

令和2年2月12日、同年2月17日及び同年3月24日、労働局からの通報を
端緒に監査を実施。3件の違反が認められた。（1）「貨物自動車運送
事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の
遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3
条第4項）、（2）点呼の実施違反【未実施】（安全規則第7条第1項か
ら第3項）、（3）点呼の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第7
条第5項）

2 2
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高砂自動車株式会社（法
人番号
6013201003500） 代
表者並木弘

東京都目黒区目黒1-24-
2

本社営業所
東京都目黒区目
黒1-24-2

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第３８条第
１項

令和2年8月24日、駐停車違反があった旨公安委員会からの通知を端緒
として調査を実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監
督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0
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エスエス観光自動車株式
会社(法人番号
6130001043095) 代表
者佐竹俊樹

京都府京丹後市網野町
島津2715番地の1

本社営業所
京都府京丹後市
網野町島津2715
番地の1

輸送施設の使用停止
(70日車)

道路運送法第27条第
3項

令和2年3月10日、同年3月11日及び同年3月26日、法令違反の疑いを端
緒として監査を実施。6件の違反が認められた。(1)運送引受書の交付義
務違反【記載事項の不備】(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規
則」)第7条の2第1項)、(2)疾病、疲労等のおそれのある乗務(運輸規則
第21条第5項)、(3)運行指示書の作成等義務違反(運輸規則第28条の2第
1項)、(4)定期点検整備等の未実施【定期点検整備等の未実施】(運輸規
則第45条)、(5)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条)、(6)
運行管理者の講習(一般講習)受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項)

7 7
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有限会社 安藤運送（法
人番号
7030002020490） 代
表者安藤 春雄

埼玉県さいたま市岩槻
区加倉１－４－４５－
２

本社
埼玉県さいたま
市岩槻区加倉１
－４－４５－２

輸送施設の使用停止
（75日車）

貨物自動車運送事業
法第24条の4

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和元年12月20日、監
査を実施。12件の違反が認められた。（１）乗務時間等告示の遵守違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（２）疾病のお
それのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、
（３）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条）、（４）点呼の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第7条第5項）、（５）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第10条第1項）、（６）初任運転者に対する適性診断
受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、
（７）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3
条の2）、（８）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9
条第1項）、（９）事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9
条第3項）、（１０）事業計画事後届出違反（貨物自動車運送事業法第
9条第3項）、（１１）事業の健全な発達を阻害する競争のうち社会保
険等に未加入のもの（貨物自動車運送事業法第25条第2項）、（１２）
運賃及び料金の未届出（貨物自動車運送事業報告規則第2条の2）

8 8
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有限会社 米盛運送（法
人番号
4021002035664） 代
表者米盛 秀明

神奈川県伊勢原市下落
合６－１

本社
神奈川県伊勢原
市下落合６－１

輸送施設の使用停止
（90日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

死亡事故を引き起こしたことを端緒として、令和元年11月21日及び同
年12月10日、監査を実施。7件の違反が認められた。（１）乗務時間等
告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、
（２）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3
条第6項）、（３）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第7条）、（４）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第9条）、（５）運行指示書による指示義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3）、（６）運転者に対す
る指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、
（７）初任運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第2項）

9 9
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有限会社 ジェイマック
ス（法人番号
3070002033501） 代
表者後藤 春彦

群馬県邑楽郡板倉町大
字板倉３０６７－１

中央
群馬県邑楽郡板
倉町大字板倉１
７３０－１

輸送施設の使用停止
（80日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和元年12月11日、監
査を実施。8件の違反が認められた。（１）乗務時間等告示の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（２）疾病のおそ
れのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、
（３）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条）、（４）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第9条）、（５）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（６）事業計画の変更認可違反
（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、（７）事業計画（各営業所に
配置する事業用自動車の種別ごとの数）の変更認可違反（貨物自動車
運送事業法第9条第1項）、（８）事業計画事後届出違反（貨物自動車
運送事業法第9条第3項）

8 8
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株式会社 後藤田商店
（法人番号
8020001072797） 代
表者後藤田 尚孝

神奈川県川崎市川崎区
浅野町１－５

本社
神奈川県川崎市
川崎区浅野町１
－５

輸送施設の使用停止
（195日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

死亡事故を引き起こしたことを端緒として、令和元年11月8日及び同年
12月13日、監査を実施。14件の違反が認められた。（１）乗務時間等
告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、
（２）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3
条第6項）、（３）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第7条）、（４）乗務等の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第8条第1項）、（５）運行記録計による記録義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（６）運行指示書による指示
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3）、（７）運転
者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1
項）、（８）初任・高齢運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第10条第2項）、（９）初任・高齢運転者に対する
適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項）、（１０）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第3条の2）、（１１）整備管理者の研修受講義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条の4）、（１２）運行管理者に対する
指導及び監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条）、（１
３）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、
（１４）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）

20 20
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有限会社 木竜（法人番
号6070002017294）
代表者木竜 光成

群馬県藤岡市小林４１
１－１

高崎

群馬県高崎市新
町２２７３－８
アサヒビル１０
１号

輸送施設の使用停止
（155日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の2

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和元年8月6日及び同
年11月26日、監査を実施。10件の違反が認められた。（１）疾病のお
それのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、
（２）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条）、（３）乗務等の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第8条第1項）、（４）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第10条第1項）、（５）定期点検整備の実施違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2）、（６）無車検運行
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第58条
第1項）、（７）整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条の4）、（８）事業計画の変更認可違反（貨物自動
車運送事業法第9条第1項）、（９）報告義務違反（貨物自動車運送事
業報告規則第2条）、（１０）運賃及び料金の未届出（貨物自動車運送
事業報告規則第2条の2）

16 16
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敬洋国際物流 株式会社
（法人番号
9010701024619） 代
表者呉 強

東京都品川区南品川２
－２－７南品川Jビル７
階

本社
千葉県野田市下
三ヶ尾２０

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

法令違反の疑いがあることを端緒として、令和元年8月8日、監査を実
施。1件の違反が認められた。（１）事業計画の変更認可違反（貨物自
動車運送事業法第9条第1項）

2 2
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株式会社 マンハッタン
サービス（法人番号
7013301020601） 代
表者前田 章三

東京都豊島区南池袋三
丁目１０－８

本社
埼玉県戸田市笹
目８－１０－２
４

輸送施設の使用停止
（80日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

過労運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和元年
12月12日、監査を実施。7件の違反が認められた。（１）疾病のおそれ
のある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（２）
運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10
条第1項）、（３）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（４）整備管理者の研修受
講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4）、（５）運
行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第23
条第1項）、（６）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第
9条第1項）、（７）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2
条）

8 8
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房総自動車 株式会社
（法人番号
2040001052002） 代
表者小川 勇

千葉県富津市海良４１
－３

本社
千葉県富津市海
良１３８－１

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和元年
12月19日、監査を実施。8件の違反が認められた。（１）乗務時間等告
示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、
（２）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3
条第6項）、（３）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第7条）、（４）乗務等の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第8条第1項）、（５）運行記録計による記録義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（６）運転者に対する指導監
督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（７）高
齢運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
10条第2項）、（８）高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）

4 4

貨物 2020 8 25

みのる産業 株式会社
（法人番号
7021001018626） 代
表者久慈 広枝

神奈川県相模原市緑区
橋本台１－３－８－２

本社
神奈川県相模原
市緑区橋本台１
－３－８－２

輸送施設の使用停止
（90日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の2

法令違反の疑いがあることを端緒として、令和元年9月24日及び令和2
年2月18日、監査を実施。3件の違反が認められた。（１）乗務時間等
告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、
（２）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第10条第1項）、（３）不正改造車両（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条の2、道路運送車両法第41条）

9 9

貨物 2020 8 25

株式会社 永留商事（法
人番号
3021001013416） 代
表者永留 和雄

神奈川県相模原市緑区
橋本台１－３－８

本社
神奈川県相模原
市緑区橋本台１
－３－８

輸送施設の使用停止
（170日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の2

法令違反の疑いがあることを端緒として、令和元年9月24日及び令和2
年2月18日、監査を実施。3件の違反が認められた。（１）乗務時間等
告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、
（２）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第10条第1項）、（３）不正改造車両（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条の2、道路運送車両法第41条）

17 17

タクシー 2020 8 25

箱根登山ハイヤー株式会
社（法人番号
1021001033093） 代
表者内田克美

神奈川県小田原市板橋
102番地の3

小田原営業
所

神奈川県小田原
市板橋102番地の
3

輸送施設の使用停止
（10日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第３８条第
２項

令和2年1月16日、法令違反の疑いがあることを端緒として監査を実
施。4件の違反が認められた。(1)健康状態の把握義務違反(旅客自動車
運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第21条第5項)､(2)運転者に対する指
導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(3)高齢運転者に対する告示で
定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､(4)高齢運転者に対
する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)

1 1

タクシー 2020 8 25
日本交通株式会社（法人
番号8011501015890）
代表者野口勝巳

東京都北区浮間5-4-51
2階103号

千住営業所
東京都足立区千
住関屋町19-2

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第２１条第
１項

令和2年7月15日及び令和2年7月21日、無免許運転があった旨公安委員
会からの通知を端緒として監査を実施。6件の違反が認められた。(1)乗
務時間等の基準の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規
則)第21条第1項)､(2)運行記録計による記録義務違反(運輸規則第26条第
2項)､(3)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(4)
高齢運転者に対する告示で定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条
第2項)､(5)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条
第2項)､(6)運転者証の返納等義務違反(ﾀｸｼｰ業務適正化特別措置法第16
条第1項)

0 0

タクシー 2020 8 25

名鉄知多タクシー株式会
社（法人番号
7180001092095) 代表
者佐野達郎

愛知県半田市南末広町
124番地12

東海営業所
愛知県東海市元
浜町54番地5

輸送施設の使用停止
(10日車)及び文書警
告

道路運送法第20条

令和2年2月14日、重傷事故を引き起こしたことを端緒として、監査を
実施。2件の違反が認められた。(1)営業区域外旅客運送違反(道路運送
法第20条)､(2)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運
輸規則第38条第1項)

1 1

タクシー 2020 8 25

ニコニコタクシー株式会
社（法人番号
9120001057416） 代
表者河野正

大阪府大阪市淀川区三
津屋北3丁目1番12号

本社
大阪府大阪市淀
川区三津屋北3丁
目1番12号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法108条の34の規定に基づく通知件数（駐停
車違反）が過去一年以内に3件に達した。「旅客自動車運送事業者が事
業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者
に対する指導監督義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1
項）

0 0



乗合バス 2020 8 25
株式会社はとバス（法人
番号5010001026807）
代表者 中村靖

東京都千代田区丸の内
1-9-1

本社営業所
東京都大田区平
和島5-4-1

輸送施設の使用停止
（10日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第1
項

令和元年12月5日、令和2年1月8日及び令和2年1月27日、死亡事故を引
き起こしたことを端緒に監査を実施。3件の違反が認められた。(1)乗務
時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)
第21条第1項)､(2)運行表の作成､運転者の携行義務違反(運輸規則第27条
第2項)､(3)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)

1 1

貸切バス 2020 8 25
株式会社はとバス（法人
番号5010001026807）
代表者 中村靖

東京都千代田区丸の内
1-9-1

本社営業所
東京都大田区平
和島5-4-1

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第1
項

令和元年12月5日、令和2年1月8日及び令和2年1月27日、法令違反の疑
いがあることを端緒に監査を実施。2件の違反が認められた。(1)乗務時
間等告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第
21条第1項)､(2)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1
項)

0 0

貸切バス 2020 8 25

有限会社さつき観光（法
人番号
2050002010172） 代
表者 五月女洋治

茨城県笠間市笠間2481-
7

本社営業所
茨城県笠間市笠
間2481-8

輸送施設の使用停止
（240日車）

道路運送法第9条の2
第1項

令和元年10月28日及び令和元年10月30日、定期的な監査を実施。8件
の違反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法(以下｢
運送法｣)第9条の2第1項)､(2)営業区域外旅客運送(運送法第20条)､(3)運
送引受書の交付義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規
則｣)第7条の2第1項)､(4)運送引受書の記載事項の不備(運輸規則第7条の
2第1項)､(5)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)､(6)乗務等
の記録の不実記載(運輸規則第25条第2項)､(7)運行指示書の記載事項不
備(運輸規則第28条の2第1項)､(8)運転者に対する指導監督等義務違反
(運輸規則第38条第1項)

24 24

貸切バス 2020 8 25
株式会社ミツル（法人番
号６４３０００１０７６
６９２） 代表者辛奉城

北海道札幌市西区琴似
二条４丁目１番２４号

輪厚営業所
北海道北広島市
輪厚中央１丁目
１４番地１５

輸送施設の使用停止
（６０日車）及び文
書警告

道路運送法（以下
「法」）第９条の２
第１項、法第２７条
第３項

令和元年１２月１９日、新規許可等を端緒として監査を実施。２件の
違反が認められた。（１）運賃料金事前届出、運賃料金変更事前届出
義務違反（道路運送法第９条の２第１項）、（２）疾病、疲労等のお
それのある乗務（旅客自動車運送事業運輸規則第２１条第５項）

6 6

貨物 2020 8 26

トールエクスプレスジャ
パン株式会社（法人番号
3120901014851) 代表
者山本龍太郎

大阪府茨木市宿久庄2丁
目10-2

掛川支店
静岡県掛川市伊
達方字新田920-1

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

令和2年7月7日､関係機関からの通知を端緒として､監査を実施｡1件の違
反が認められた｡(1)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第10条第1項)

0 0

タクシー 2020 8 26

まこと交通株式会社（法
人番号３４３０００１０
１６０４０） 代表者林
公彦

北海道札幌市白石区東
札幌１条４丁目６番１
９号

本社営業所

北海道札幌市白
石区東札幌１条
４丁目６番１９
号

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

令和２年８月１９日、公安委員会からの通報等を端緒として監査を実
施。１件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督違反
（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１項）

0 0

タクシー 2020 8 26

仙台中央タクシー株式会
社（法人番号
8370001006646） 代
表者神田博志

宮城県仙台市宮城野区
扇町5丁目5番20号

泉営業所
宮城県仙台市泉
区西田中字松下
10番1、9番7

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年8月26日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実施した
結果、1件の違反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

1 0

タクシー 2020 8 26

和歌山第一交通株式会社
(法人番号
5170001003815) 代表
者髙野福己

和歌山県和歌山市福島
249番地3号

松江
和歌山県和歌山
市松江東4丁目1
番43号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年6月19日、事故を引き起こしたことを端緒よして監査を実施。1
件の違反が認められた。運転者に対する指導及び監督に係る記録の作
成・保存義務違反【記録】（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1
項）

0 0

貨物 2020 8 27

株式会社名菱（法人番号
６４３０００１０３５１
１２） 代表者名児耶一
人

北海道札幌市西区福井
４８７番地

本社営業所
北海道札幌市西
区福井４８７

文書警告
貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

令和２年７月３０日、第一当事者と推定される死亡事故を引き起こし
たことを端緒として監査を実施。１件の違反が認められた。（１）運
転者台帳の記載事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９
条の５第１項）

0 0

貨物 2020 8 27
笠岡通運株式会社(法人
番号6260001017680)
代表者関藤宏志

岡山県笠岡市笠岡5949-
3

笠岡営業所
岡山県笠岡市笠
岡2388-9

輸送施設の使用停止
（40日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項及び
同条第4項

令和元年10月4日及び令和2年2月28日、死亡事故を端緒として監査を実
施。9件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、(2)点呼
の実施義務違反（安全規則第7条1項、第2項及び第3項）、(3)点呼の記
録義務違反（安全規則第7条第5項）、(4)点呼の記録事項義務違反（安
全規則第7条第5項）、(5)乗務等の記録事項義務違反（安全規則第8条
第1項）、(6)運転者台帳の記載事項義務違反（安全規則第9条の5第1
項）、(7)運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1
項）、(8)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反（安全規則第10
条第1項）、(9)特定の運転者に対する特別な指導義務違反（安全規則第
10条第2項）

4 4

貨物 2020 8 27
四国輸送株式会社（法人
番号9470001009019)
代表者宮本昌尚

香川県坂出市白金町3-
1-22

高知営業所
高知県南国市左
右山字トドロ谷
593-1

輸送施設の使用停止
（30日車)

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

令和2年7月17日、道路管理者等からの通報を端緒として監査を実施し
たところ、1件の違反が確認された。(1)過積載による運送の引き受けを
行っていたこと（貨物自動車運送事業法第17条第3項）

3 3

貨物 2020 8 27

広田ユニオン株式会社
（法人番号
1120001016049） 代
表者廣田慎吾

大阪府大阪市城東区関
目4丁目3番14号

沖縄営業所
沖縄県那覇市字
国場917-207

輸送施設の使用停止
（60日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和2年7月9日、適正化実施機関が行った巡回指導の評価結果を勘案し
監査を実施。3件の違反が認められた。(1)点呼の実施義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則（｢以下安全規則｣）第7条第1項～3項）、
（2）点呼記録の不実記載(安全規則第7条第5項）、(3)運転者台帳の記
載事項不備(安全規則第9条の5第1項)

6 6

タクシー 2020 8 27
東名交通株式会社（法人
番号5180001069401)
代表者江口修二

愛知県豊明市栄町南舘
18番地9号

本社営業所
愛知県豊明市栄
町南舘18番地9号

輸送施設の使用停止
(40日車)

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第2
項

令和2年1月17日及び令和2年2月6日、監査方針に基づき、監査を実施。
2件の違反が認められた。(1)特定の運転者に対する指導義務違反(旅客
自動車運送事業運輸規則第38条第2項)､(2)特定の運転者に対する運転適
性診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)

6 4

乗合バス 2020 8 27
つつじ株式会社（法人番
号3210001013761) 代
表者清水康弘

福井県鯖江市西山町1番
2号

本社営業所

福井県鯖江市西
山町621番地､622
番地､623番地､
625番地

輸送施設の使用停止
(30日車)及び文書警
告

道路運送法第16条第
1項

令和元年11月26日、監査方針に基づき、監査を実施。4件の違反が認め
られた。(1)事業計画及び運行計画に定める業務の確保違反(道路運送法
第16条第1項)､(2)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事
業運輸規則第38条第1項)､(3)整備管理者の選任解任届出違反(旅客自動
車運送事業運輸規則第45条)､(4)事業報告書及び輸送実績報告書未提出
(道路運送法第94条第1項)

3 3

乗合バス 2020 8 27
福井交通株式会社（法人
番号2210001003631)
代表者矢﨑孝明

福井県福井市日之出5丁
目3番30号

本社営業所
福井県福井市日
之出5丁目3番30
号

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第37条第1
項

令和2年2月14日、重傷事故を引き起こしたことを端緒として、監査を
実施。2件の違反が認められた。(1)乗務員台帳の記載事項等不備(旅客
自動車運送事業運輸規則第37条第1項)､(2)運転者に対する指導監督義務
違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

貨物 2020 8 28

有限会社セントラルカー
ゴ（法人番号
9180002070882) 代表
者加藤博司

愛知県小牧市多気北町
193番地

岐阜営業所
岐阜県岐阜市薮
田南4丁目10番8
号

輸送施設の使用停止
(150日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和元年10月29日､監査方針に基づき､監査を実施｡8件の違反が認めら
れた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条第4項)､(2)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第3条第6項)､(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第7条第1項及び第2項)､(4)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第7条第5項)､(5)点呼の記録不実記載(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第7条第5項)､(6)乗務等の記録不実記載(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第8条)､(7)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(8)運行管理者に対する指導監
督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条)

15 15

タクシー 2020 8 28

有限会社高砂タクシー
（法人番号
7370002007982） 代
表者板垣博

宮城県仙台市宮城野区
鶴ヶ谷東2丁目35番1号

本社営業所
宮城県仙台市宮
城野区鶴ヶ谷東2
丁目84番地1

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年8月28日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実施した
結果、1件の違反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

1 0

乗合バス 2020 8 28
神戸市(法人番号
9000020281000) 代表
者岸田泰幸

兵庫県神戸市兵庫区御
崎町1丁目2番1号

西神営業所
兵庫県神戸市西
区竹の台1丁目
407番2

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年7月29日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対
して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する指導監督義務違
反（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

4 0



貨物 2020 8 31

株式会社 トラストロジ
コム（法人番号
2040001033043） 代
表者森 希成

千葉県市川市南大野２
－３ Ｂ‐６０５

本社
千葉県市川市南
大野２－３ Ｂ
－６０５

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年7
月21日、監査を実施。1件の違反が認められた。（１）運転者に対する
指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2020 8 31
青郷陸運有限会社（法人
番号5180302008108)
代表者横原崇博

愛知県豊橋市吉前町字
西吉前新田175-2

本社営業所
愛知県豊橋市吉
前町字西吉前新
田175-2

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条

令和2年7月22日､死亡事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡5件の違反が認められた｡(1)運行記録計による記録義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第9条)､(2)運転者台帳の作成義務違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(3)運転者に対する指導監
督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(4)運転者
に対する指導監督記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10
条第1項)､(5)事業報告書及び事業実績報告書未提出(貨物自動車運送事
業法第60条第1項)

0 0

貨物 2020 8 31
朝日運輸株式会社（法人
番号3180001005977)
代表者堀田正二

愛知県名古屋市港区正
保町8-60

本社営業所
愛知県名古屋市
港区正保町8-60

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第1項及び第2項

令和2年7月10日及び令和2年7月20日､重傷事故を引き起こしたことを
端緒として､監査を実施｡3件の違反が認められた｡(1)点呼の実施義務違
反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(2)運転者
台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1
項)､(3)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第1項)

0 0

貨物 2020 8 31 片邉 雅也 岡山県備前市伊里中165
片邉商店本
社営業所

岡山県備前市伊
里中165

輸送施設の使用停止
（195日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
9条第1項、法第17
条第1項、法第25条
第2項、法第60条第
1項及び道路運送車
両法第48条

令和元年7月24日及び同年11月11日、情報提供を端緒に監査を実施。
17件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反（車庫）（貨物
自動車運送事業法施行規則第２条第１項第４号）、(2)乗務時間等告示
の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）
第3条第4項）、(3)疾病、疲労等のおそれのある乗務禁止違反（安全規
則第3条第6項）、(4)点呼の実施義務違反（安全規則第7条1項、第2項
及び第3項）、(5)点呼の記録義務違反（安全規則第7条第5項）、(6)点
呼の記録事項義務違反（安全規則第7条第5項）、(7)乗務等の記録義務
違反（安全規則第8条第1項）、(8)乗務等の記録事項義務違反（安全規
則第8条第1項）、(9)運行記録計による記録義務違反（安全規則第9
条）、(10)運転者台帳の記載事項義務違反（安全規則第9条の5第1
項）、(11)運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1
項）、(12)特定の運転者に対する特別な指導義務違反（安全規則第10
条第2項）、(13)特定の運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規
則第10条第2項）、(14)事業用自動車の定期点検整備義務違反（安全規
則第13条本文関係、第1号）、(15)整備管理者研修受講義務違反（安全
規則第15条）、(16)社会保険等加入義務違反（法第25条の2）、(17)運
賃、料金変更届出義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2条の2）

20 20

貨物 2020 8 31
株式会社二豊興産（法人
番号2320001009064）
代表者戸高信義

大分県佐伯市弥生大字
江良1829-1

本社営業所

大分県佐伯市弥
生大字江良字白
木1814-2、1829-
1、1830、字井水
口1837-1、3

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和2年7月15日、監査実施。7件の違反が認められた。(1)運転者台帳
の記載事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規
則」)第9条の5第1項)､(2)全従業員に対する指導監督義務違反(安全規則
第10条第4項)､(3)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)､(4)点呼の
記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)､(5)運転者に対する指導監督違
反(安全規則第10条第1項)､(6)運転者に対する指導監督の記録又は指導
監督の記録保存違反(安全規則第10条第1項)､(7)特定運転者に対する特
別な指導監督違反(安全規則第10条第2項)

0 0

タクシー 2020 8 31

稲荷タクシー有限会社
（法人番号
8370002002339） 代
表者桃野博光

宮城県仙台市太白区中
田6丁目7番35号

本社営業所
宮城県仙台市太
白区中田6丁目
630番地2号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年8月31日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実施した
結果、1件の違反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

タクシー 2020 8 31

ＫＭ仙台タクシー株式会
社（法人番号
2370001012360） 代
表者佐々木昌二

宮城県仙台市太白区茂
庭字人来田西143番17

本社営業所
宮城県仙台市太
白区茂庭字人来
田西143番17

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年8月31日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実施した
結果、1件の違反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督の記録違
反（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

2 0

タクシー 2020 8 31

仙台第一交通株式会社
（法人番号
8370001006712） 代
表者北浦歳彦

宮城県仙台市宮城野区
中野4丁目2番地の3

本社営業所
宮城県仙台市宮
城野区中野4丁目
2番地の3

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年8月31日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実施した
結果、1件の違反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

6 0

タクシー 2020 8 31
株式会社福福交通（法人
番号7210001008824)
代表者沖野幸一

福井県福井市高木中央2
丁目4110番地ﾚｼﾞﾚﾝｽ
MAKI1階

本社営業所
福井県福井市高
木中央2丁目
4110-1階

輸送施設の使用停止
(32日車)

旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第1
項

令和2年1月10日、監査方針に基づき、監査を実施。1件の違反が認めら
れた。(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則
第21条第1項)

4 4

貨物 2020 9 1
第一貨物株式会社（法人
番号2390001001089)
代表者米田総一郎

山形県山形市諏訪町2丁
目1番20号

静岡支店
静岡県静岡市駿
河区小坂一丁目
79番

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

令和2年7月28日､重傷事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡1件の違反が認められた｡(1)運転者に対する指導監督義務違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)

0 0

貨物 2020 9 1

平成運輸倉庫株式会社
(法人番号
3210001007061) 代表者
大塚伸一

福井県坂井市坂井町木
部新保29字3番地

本社営業所

福井県坂井市坂
井町木部新保29
字爪の跡3番地
1、3番地2

輸送施設の使用停止
(65日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和元年10月18日、監査方針に基づき、監査を実施。9件の違反が認め
られた。(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第3条第4項)、(2)定期点検未実施(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条の2)、(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)、(4)乗務等の記録義務違反(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第8条)、(5)運行記録計による記録義務
違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)、(6)運転者台帳の作成義
務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(7)運転者台
帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1
項)、(8)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第2項)、(9)特定の運転者に対する運転適性診断未受診
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)

7 7

貨物 2020 9 1

株式会社イカイトランス
ポート（法人番号
6080101000134) 代表
者伊海剛志

静岡県沼津市松長787 本社営業所
静岡県沼津市松
長字改正787

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和2年6月30日､重傷事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡9件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)点呼の記録義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(3)点呼の記録記載事項不備(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(4)事故の記録記載事項不
備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の2)､(5)運転者台帳の記載事
項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(6)運転者
に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第
1項)､(7)運転者に対する指導監督記録義務違反(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第1項)､(8)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(9)特定の運転者に対する運
転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)

0 0



貨物 2020 9 1

ミヤコ流通 株式会社
（法人番号
7130001048886） 代
表者吉田 幸子

京都府久世郡久御山町
森川端１８番地の１

ミヤコ流通
株式会社関
東

埼玉県東松山市
松山１５３４－
２（旧：埼玉県
坂戸市千代田３
－１１－１第２
原マンション２
０２号）

輸送施設の使用停止
（165日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和元年7月24日及び同
年8月5日、監査を実施。15件の違反が認められた。（１）乗務時間等
告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、
（２）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3
条第6項）、（３）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条）、（４）乗務等の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第8条第1項）、（５）運行指示書の作成義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第9条の3）、（６）運転者に対する指導監督
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（７）初任運
転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条
第2項）、（８）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第13条）、（９）整備管理者の選任（変更）届出違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第13条、道路運送車両法第52条）、（１
０）運行管理補助者の要件違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
18条第3項）、（１１）運行管理者の選任（解任）届出違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第19条）、（１２）事故の未報告（貨物自動
車運送事業法第24条、自動車事故報告規則第3条第1項）、（１３）事
業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、（１
４）事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）、
（１５）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）

17 17
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株式会社 ケーユー物流
（法人番号
6030001092061） 代
表者鈴木 晴子

埼玉県草加市長栄２－
３６－２６

本社
埼玉県草加市長
栄２－３６－２
６

輸送施設の使用停止
（110日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和元年11月11日、監
査を実施。11件の違反が認められた。（１）疾病のおそれのある乗務
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（２）点呼の実施
義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（３）乗務等
の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、
（４）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第9条）、（５）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第1項）、（６）高齢運転者に対する指導監督違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（７）初任・高
齢運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第2項）、（８）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第3条の2）、（９）運行管理者の選任（解任）届
出違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条）、（１０）事業計
画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、（１１）報
告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）

11 11
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有限会社 東日本商事
（法人番号
9030002077273） 代
表者片山 淳

埼玉県越谷市赤山本町
３丁目２４－１２０１

群馬
群馬県太田市龍
舞町５１３５

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和元年11月29日、監
査を実施。7件の違反が認められた。（１）疾病のおそれのある乗務
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（２）点呼の記録
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）、（３）乗
務等の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1
項）、（４）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第9条）、（５）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（６）初任運転者に対する適性
診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、
（７）運賃及び料金の未届出（貨物自動車運送事業報告規則第2条の
2）

4 4
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フクダ運輸倉庫 株式会
社（法人番号
4030001046127） 代
表者福田 民男

埼玉県新座市堀ノ内３
丁目９番３３号

平塚
神奈川県平塚市
横内３２０９－
１０

輸送施設の使用停止
（90日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

労働局からの通知を端緒として、令和元年12月24日、監査を実施。10
件の違反が認められた。（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（２）疾病のおそれのある乗
務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（３）点呼の実
施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（４）乗務
等の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、
（５）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第9条）、（６）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第10条第1項）、（７）初任・高齢運転者に対する指
導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（８）
初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第2項）、（９）運行管理者に対する指導及び監督違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条）、（１０）事業計画の変
更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）

9 9
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有限会社 トランスポー
トシズカ（法人番号
2020002064072） 代
表者角田 博

神奈川県横浜市青葉区
田奈町６－５２

本社
神奈川県横浜市
青葉区田奈町６
－５２

輸送施設の使用停止
（80日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

行政処分等を受けたにもかかわらず改善が認められないことを端緒と
して、令和元年12月6日及び令和2年1月10日、監査を実施。7件の違反
が認められた。（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第3条第4項）、（２）点呼の実施義務違反等（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条）、（３）乗務等の記録義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（４）運行記録計によ
る記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（５）運
行指示書の作成義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の
3）、（６）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第1項）、（７）整備管理者の研修受講義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条の4）

26 8
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廣栄企業 株式会社（法
人番号
2021001036450） 代
表者廣崎 有美

神奈川県平塚市榎木町
１０－３

海老名
神奈川県海老名
市本郷５５９４

輸送施設の使用停止
（120日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和2年1月15日、監査
を実施。6件の違反が認められた。（１）点呼の実施義務違反等（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（２）運転者に対する指導監督
違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（３）高齢
運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10
条第2項）、（４）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条の2）、（５）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第23条第1項）、（６）報告義務違反（貨物
自動車運送事業報告規則第2条）

12 12
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緋田運輸 株式会社（法
人番号
5011201004585） 代
表者緋田 政人

東京都中野区本町４－
６－３

本社
東京都中野区本
町４－６－３

輸送施設の使用停止
（100日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

酒気帯び運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、平成
３１年2月14日及び同年3月14日、監査を実施。9件の違反が認められ
た。（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条第4項）、（２）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第3条第6項）、（３）点呼の実施義務違反等（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（４）乗務等の記録義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（５）運行記録計
による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、
（６）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第10条第1項）、（７）高齢運転者に対する指導監督違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（８）高齢運転者に対する適
性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項）、（９）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第
1項）

10 10
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株式会社 アメージング
アイ（法人番号
4060001025805） 代
表者安藤 小夜美

栃木県宇都宮市板戸町
１７９４－８

高根沢

栃木県塩谷郡高
根沢町大字宝積
寺字中坂上１４
１１－２

輸送施設の使用停止
（70日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和元年12月26日及び
令和2年1月23日、監査を実施。11件の違反が認められた。（１）点呼
の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（２）
乗務等の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1
項）、（３）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第9条）、（４）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（５）定期点検整備の実施違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2）、（６）整備管理者の
研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4）、
（７）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第23条第1項）、（８）事業計画（営業所）の変更認可違反（貨物
自動車運送事業法第9条第1項）、（９）事業計画（休憩睡眠施設）の
変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、（１０）報告義
務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）、（１１）自動車に関す
る表示義務違反（道路運送法第95条）

7 7
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株式会社 牧野商事運輸
（法人番号
2040001052175） 代
表者牧野 吉晃

千葉県君津市久留里大
谷２９４－１

本社
千葉県君津市久
留里大谷２９４
－１

輸送施設の使用停止
（95日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第5項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年1
月16日、監査を実施。7件の違反が認められた。（１）点呼の実施義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（２）点呼の記録義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）、（３）運転
者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条
第1項）、（４）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（５）定期点検整備の実施違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2）、（６）運行管理者
に対する指導及び監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第22
条）、（７）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第
1項）

10 10
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ロジスティクスワールド
株式会社（法人番号
3430001033143） 代
表者古田 康一

北海道石狩市新港西１
－７３２－４

太田セン
ター

群馬県太田市東
新町８３７－３

輸送施設の使用停止
（95日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和元年10月2日及び令
和2年1月29日、監査を実施。12件の違反が認められた。（１）乗務時
間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4
項）、（２）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条第6項）、（３）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第7条）、（４）乗務等の記録義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第8条第1項）、（５）乗務等の記録事項義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（６）運行記録計
による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、
（７）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第1項）、（８）初任運転者に対する指導監督違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（９）定期点検整備の実施
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条）、（１０）運行管理
者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1
項）、（１１）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条
第1項）、（１２）事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9
条第3項）

10 10
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株式会社 ＧＥＮＫＩ
（法人番号
2020001091480） 代
表者木村 元気

神奈川県横浜市港北区
新吉田町５５９２－１

東京支店
東京都板橋区徳
丸８－４－３

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和2年1月23日及び同
年2月26日、監査を実施。1件の違反が認められた。（１）定期点検整
備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2）

2 2
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京橋運送 株式会社（法
人番号
6010001040955） 代
表者渡部 敏広

東京都中央区新川２－
９－２

府中
東京都府中市梅
町５－３－７

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

救護措置義務違反があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、
令和元年11月26日、監査を実施。5件の違反が認められた。（１）乗務
時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4
項）、（２）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第7条）、（３）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第1項）、（４）事故惹起運転者に対する指導監督
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（５）事故惹
起運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第2項）

3 3

貨物 2020 9 1
有限会社 丸真（法人番
号9020002085228）
代表者遊佐 八郎

神奈川県川崎市中原区
苅宿５０－１４

本社
神奈川県川崎市
中原区苅宿５０
－１４

輸送施設の使用停止
（100日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和2年1月17日、監査
を実施。10件の違反が認められた。（１）点呼の実施義務違反等（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（２）乗務等の記録義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（３）運転者に対
する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、
（４）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3
条の2）、（５）整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条の4）、（６）運行管理者に対する指導及び監督違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条）、（７）運行管理者の
講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項）、
（８）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1
項）、（９）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）、
（１０）運賃及び料金の未届出（貨物自動車運送事業報告規則第2条の
2）

10 10

貨物 2020 9 1

有限会社 加藤興運（法
人番号
3060002016481） 代
表者加藤 昌次

栃木県日光市町谷１０
３１

本社
栃木県日光市町
谷１０３１

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

過積載運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年
6月24日、監査を実施。1件の違反が認められた。（１）過積載運送
（貨物自動車運送事業法第17条第3項）

7 2

貨物 2020 9 1

有限会社 飯田建材店
（法人番号
4060002000006） 代
表者飯田 泉

栃木県宇都宮市芦沼町
１９２７

本社
栃木県宇都宮市
芦沼町１９２７

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

過積載運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年
8月3日、監査を実施。1件の違反が認められた。（１）過積載運送（貨
物自動車運送事業法第17条第3項）

16 2

貨物 2020 9 1

日本郵便輸送 株式会社
（法人番号
9010401080499） 代
表者原口 亮介

東京都港区西新橋１－
１６－２

群馬
群馬県高崎市宮
原町２－１１

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

死亡事故を引き起こしたことを端緒として、令和2年7月14日、監査を
実施。1件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2020 9 1
日本郵便株式会社（法人
番号1010001112577）
代表者衣川和秀

東京都千代田区大手町
2-3-1

大阪北郵便
局営業所

大阪府大阪市北
区大淀中1丁目1-
19

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(放
置行為)が過去1年以内に3件に達した。（1）運転者の指導監督義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2020 9 1

株式会社日東フルライン
（法人番号
4120001113504） 代
表者井の下泰弘

大阪府大阪市西区西本
町2-2-4

西淀川営業
所

大阪府大阪市西
淀川区中島2-1-3

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(放
置行為)が過去1年以内に3件に達した。（1）運転者の指導監督義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

タクシー 2020 9 1 深川 昌浩 東京都大田区 個人 東京都大田区
輸送施設の使用停止
（60日車）

ﾀｸｼｰ業務適正化特別
措置法第37条第8項

ﾀｸｼｰ業務適正化特別措置法第37条第3項の規定による適正化事業実施機
関（公益財団法人東京タクシーセンター）に対し、負担金を納付する
義務があるにもかかわらず、平成30年度の負担金を納付せず、令和元
年12月9日付け関自旅二第3934号による負担金納付命令（納付期限令和
2年1月8日）に従わなかったこと。(1)負担金納付命令違反（ﾀｸｼｰ業務
適正化特別措置法第37条第8項)

6 6



タクシー 2020 9 1

滋賀ヤサカ自動車株式会
社(法人番号
7160001001041) 代表者
粂田晃稔

滋賀県大津市湖城が丘6
番11号

草津
滋賀県草津市南
笠東1丁目602

輸送施設の使用停止
(77日車)

道路運送法第27条第
3項

令和元年11月6日及び令和2年3月24日、長期未実施を端緒として監査を
実施。2件の違反が認められた。(1)点呼の実施義務違反【未実施】(旅
客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第1項、第2項)、
(2)点呼の記録義務違反【記録の改ざん・不実記載】(運輸規則第24条第
5項)

8 8

乗合バス 2020 9 1

関東自動車株式会社（法
人番号
5060001001128） 代
表者 手塚基文

栃木県宇都宮市簗瀬4-
25-5

佐野営業所
栃木県佐野市富
岡町富岡1643

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和2年7月7日及び令和2年7月21日、死亡事故を引き起こしたことを端
緒に監査を実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督
義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

貨物 2020 9 2
東海実業株式会社（法人
番号4200001022746)
代表者宮島軍一

岐阜県土岐市泉町定林
寺962-6

本社営業所
岐阜県土岐市泉
町定林寺字園戸
962-6

輸送施設の使用停止
(80日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和元年11月6日､死亡事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡6件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)健康診断未受診(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第3条第6項)､(3)運転者に対する指導監督義務違
反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(4)特定の運転者に
対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､
(5)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第2項)､(6)一般講習受講義務違反(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第23条第1項)

8 8

タクシー 2020 9 2

株式会社東広島タクシー
(法人番号
3240001022636） 代
表者山田伸二

広島県東広島市西条町
御薗宇3387番地

本社営業所
広島県東広島市
西条町御薗宇
3387番地

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年1月10日及び同年7月2日、重傷事故を端緒として監査を実施。4
件の違反が認められた。(1)乗務員台帳の記載事項義務違反（旅客自動
車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第37条第1項）、(2)運転者
に対する指導監督義務違反（運輸規則第38条第1項）、(3)運転者に対
する指導監督の記録義務違反（運輸規則第38条第1項）、(4)運転者に
対する指導監督の記録事項義務違反（運輸規則第38条第1項）

0 0

乗合バス 2020 9 3
阪急バス株式会社（法人
番号6120901019848）
代表者井波洋

大阪府池田市井口堂1丁
目9番21号

豊中
大阪府豊中市庄
内西町5丁目1番
24号

輸送施設の使用停止
(10日車)

道路運送法(以下
「法」)第16条第1項

令和元年12月11日、事業者の報告に基づき調査を実施。1件の違反が認
められた。事業計画及び運行計画に定める業務の確保違反(法第16条第
1項)

4 1

貨物 2020 9 4

東北誠和梱枹運輸株式会
社（法人番号
7240001055021） 代表
者畦淳造

広島県呉市郷原町字一
ノ松光山626番地の12

いわき営業
所

福島県いわき市
好間工業団地1-
26、29

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

平成31年2月20日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、1件の
違反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

10 0

タクシー 2020 9 4

ラッキー自動車株式会社
（法人番号
6290001025730） 代
表者川添福也

福岡県福岡市博多区上
牟田3-6-9

清水第二営
業所

福岡県福岡市南
区清水1-23-14

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年7月21日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対
する指導監督違反（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

タクシー 2020 9 4

株式会社ラッキー１（法
人番号
7290002031529） 代
表者川添福也

福岡県福岡市博多区上
牟田3-6-9

本社営業所
福岡県福岡市博
多区上牟田3-6-9

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年7月21日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対
する指導監督違反（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

貨物 2020 9 7
株式会社幸和運輸（法人
番号1180001108955)
代表者荒田健一

愛知県名古屋市港区惟
信町4丁目10番地7

本社営業所
愛知県名古屋市
港区惟信町4丁目
10番地7

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和2年3月10日及び令和2年3月12日、酒気帯び運転をしたことを端緒
として、監査を実施。6件の違反が認められた。(1)乗務時間等基準告示
の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)定期点検
未実施(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)､(3)点呼の実施義務
違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(4)点呼
の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)
運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9
条)､(6)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第1項)

0 0

貨物 2020 9 7

大阪運輸倉庫株式会社
（法人番号
9120001001365） 代
表者坂本正朗

大阪府大阪市旭区赤川
1-11-8

久御山営業
所

京都府久世郡久
御山町下津屋北
野11-1

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和2年6月9日、死亡事故を引き起こしたことを端緒に監査を実施。1
件の違反が認められた。（1）点呼の実施違反【未実施】（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項）

2 2

乗合バス 2020 9 7
京福バス株式会社（法人
番号8210001007536)
代表者天谷幸弘

福井県福井市日之出5丁
目3-30

坂井営業所
福井県あわら市
国影36字106番地

輸送施設の使用停止
(60日車)

旅客自動車運送事業
運輸規則第45条

令和元年12月25日､監査方針に基づき､監査を実施｡1件の違反が認めら
れた｡(1)無車検運行(旅客自動車運送事業運輸規則第45条)

6 6

貸切バス 2020 9 7

有限会社中央グリーン観
光バス（法人番号
2100002030776） 代
表者真道唯人

長野県諏訪郡富士見町
富士見２５９－１

本社営業所
長野県諏訪郡富
士見町富士見富
原２５９－１

輸送施設の使用停止
（60日車）

道路運送法（以下
「法」）第9条の2第
1項

令和2年6月24日、監査実施。1件の違反が認められた。（1）運賃料金
事前届出・運賃料金変更事前届出違反（法第9条の2第1項）

6 6

貨物 2020 9 8

遠州共栄運輸株式会社
（法人番号
6080401017126) 代表
者鈴木直樹

静岡県袋井市深見435 本社営業所
静岡県袋井市深
見字前田435

輸送施設の使用停止
(20日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和元年11月28日､重傷事故を引き起こしたことを端緒として､監査を
実施｡6件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)日常点検未実施(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第3条の2)､(3)点検整備記録簿等の記録保存義
務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)､(4)点呼の実施義務
違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(5)運転
者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条
第1項)､(6)運転者に対する指導監督記録義務違反(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第1項)

2 2

貨物 2020 9 8
REAL株式会社（法人番
号3290801018804）
代表者藤原浩喜

福岡県遠賀郡岡垣町公
園通り2-12-4

本社営業所
福岡県遠賀郡岡
垣町上畑166

輸送施設の使用停止
（110日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第8
条第1項、法第17条
第1項第1号、法第
17条第1項第2号、
法第17条第4項、法
第24条の3、法第60
条第1項、道路運送
車両法第48条

令和2年1月22日、監査実施。17件の違反が認められた。(1)(2)事業計
画(自動車車庫・配置車両数)に定めるところに従う義務違反(貨物自動
車運送事業法(以下「法」)第8条第1項)、(3)乗務時間等の基準の遵守違
反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、
(4)定期点検整備の実施違反(安全規則第3条の2、道路運送車両法第48
条)、(5)点呼の実施義務違反（安全規則第7条)、(6)点呼の記録事項義
務違反(安全規則第7条第5項)、(7)乗務等の記録事項義務違反(安全規則
第8条)、(8)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、
(9)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(10)運転者に
対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反(安全規則第10条第
1項)、(11)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10
条第1項)、(12)特定運転者に対する特別な指導監督違反(安全規則第10
条第2項)、(13)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第
10条第2項)、(14)全従業員に対する指導監督義務違反(安全規則第10条
第4項)、(15)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項)、
(16)輸送の安全に関わる情報の公表違反(安全規則第2条の8)、(17)報告
義務違反(法第60条第1項)

11 11

貨物 2020 9 8
有限会社山崎運送（法人
番号9300002001544）
代表者川浪晃

佐賀県神埼郡吉野ヶ里
町石動2516-1

佐賀営業所
佐賀県佐賀市鍋
島町大字八戸
3154

文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項1号、法第
17条第4項

令和2年8月19日、監査実施。2件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規
則」)第3条第4項)､(2)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)

0 0
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有限会社 サツケン（法
人番号
6010602033242） 代
表者薩摩 賢治

東京都江東区有明４－
８－６

大洗
茨城県東茨城郡
大洗町港中央１
番地

輸送施設の使用停止
（190日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第8条
第1項

死亡事故を引き起こしたことを端緒として、令和元年11月22日及び同
年12月6日、監査を実施。11件の違反が認められた。（１）点呼の実施
義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（２）乗務等
の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、
（３）乗務等の記録の改ざん・不実記載（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第8条第1項）、（４）運行記録計による記録義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第9条）、（５）運行記録計による記録保存
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（６）運転者台
帳の作成義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1
項）、（７）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第1項）、（８）定期点検整備の実施違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第3条の2）、（９）点検整備記録簿の改ざん・
不実記載（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2）、（１０）運
行管理者に対する指導及び監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第22条）、（１１）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業
法第9条第1項）

19 19

貨物 2020 9 8

安全自動車 有限会社
（法人番号
5021002034525） 代
表者小嶋 胤家

神奈川県伊勢原市板戸
９１８

本社（旧：
秦野）

神奈川県伊勢原
市板戸９１８
（旧：神奈川県
秦野市菩提１５
５－１０）

輸送施設の使用停止
（140日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

法令違反の疑いがあることを端緒として、令和元年9月20日、同年10月
11日、同年10月18日、同年10月21日及び令和2年1月23日、監査を実
施。14件の違反が認められた。（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（２）疾病のおそれの
ある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（３）点
呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、
（４）乗務等の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条
第1項）、（５）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条）、（６）運転者に対する指導監督違反等（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（７）高齢運転者に対する
指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、
（８）高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第2項）、（９）定期点検整備の実施違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第13条）、（１０）整備管理者の研修受
講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条）、（１１）運
行管理者に対する指導及び監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第22条）、（１２）運行管理者の選任（解任）届出違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第19条）、（１３）事業計画の変更認可違反
（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、（１４）報告義務違反（貨物
自動車運送事業報告規則第2条）
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株式会社 ＺＥＮＩＴＨ
（法人番号
7040001082424） 代
表者中村 美由紀

千葉県野田市清水公園
東１－２４－６

本社
千葉県野田市清
水公園東１－２
４－６

輸送施設の使用停止
（175日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の2

法令違反の疑いがあることを端緒として、令和元年12月18日及び令和2
年1月8日、監査を実施。10件の違反が認められた。（１）乗務時間等
告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、
（２）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3
条第6項）、（３）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条）、（４）乗務等の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第8条第1項）、（５）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（６）運行記録計による記録
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（７）運転者に
対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1
項）、（８）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条の2）、（９）整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第3条の4）、（１０）運行管理者の選任（解
任）届出違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条）、
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有限会社 武（法人番号
6040002074017） 代
表者木村 武久

千葉県市原市辰巳台東
３－１６－Ｂ－７１３

本社
千葉県市原市辰
巳台東３－１６
－Ｂ－７１３

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

酒気帯び運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2
年1月15日、監査を実施。2件の違反が認められた。（１）点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（２）運転者に
対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1
項）

6 6
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株式会社 山吹商事（法
人番号
3060001017423） 代
表者吹沢 義之

栃木県栃木市藤岡町大
字甲１７６８－１

宇都宮
栃木県鹿沼市茂
呂３７－１

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和2年1月15日、監査
を実施。6件の違反が認められた。（１）乗務時間等告示の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（２）点呼の実施
義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（３）乗務等
の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1
項）、（４）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第9条）、（５）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（６）事業計画の変更認可違
反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）

4 4
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有限会社 石橋興業（法
人番号
1040002079367） 代
表者石橋 宗士

千葉県山武市蓮沼ロ－
２７７４

本社
千葉県山武市蓮
沼ロ－２７７４

輸送施設の使用停止
（110日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の2

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和2年1月22日、監査
を実施。10件の違反が認められた。（１）疾病のおそれのある乗務
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（２）点呼の実施
義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（３）乗務等
の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、
（４）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第9条）、（５）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第1項）、（６）初任運転者に対する適性診断受
診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（７）
定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の
2）、（８）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第23条第1項）、（９）事業の健全な発達を阻害する競争のう
ち社会保険等に未加入のもの（貨物自動車運送事業法第25条第2項）、
（１０）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）

11 11
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有限会社 タキガミピア
ノ（法人番号
2011402005534） 代
表者瀧上 弘司

東京都板橋区南常盤台
２－１５－６

本社
東京都練馬区氷
川台２－１－２

輸送施設の使用停止
（75日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和2年1月31日、監査
を実施。6件の違反が認められた。（１）疾病のおそれのある乗務（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（２）点呼の記録義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）、（３）乗務等
の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、
（４）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第10条第1項）、（５）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第3条の２）、（６）報告義務違反（貨物自動車運送事
業報告規則第2条）

8 8
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沢多運送 株式会社（法
人番号
4011801008318） 代
表者滝田 重治

東京都足立区保塚町９
－１８

本社
東京都足立区保
塚町９－１８

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

救護措置義務違反があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、
令和2年2月4日及び同年2月27日、監査を実施。5件の違反が認められ
た。（１）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第6項）、（２）乗務等の記録義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第8条第1項）、（３）運転者に対する指導監督違反等
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（４）整備管理者
の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4）、
（５）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）

2 2
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株式会社 ミヨシ（法人
番号7030001019550）
代表者上妻 兼秋

埼玉県さいたま市岩槻
区大字末田１０９０－
８

本社
埼玉県さいたま
市岩槻区大字末
田１０９０－８

輸送施設の使用停止
（160日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和元年11月14日、監
査を実施。17件の違反が認められた。（１）乗務時間等告示の遵守違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（２）疾病のお
それのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、
（３）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条）、（４）乗務等の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第8条第1項）、（５）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第9条）、（６）事故の記録義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第9条の2）、（７）運転者に対する指導監督
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（８）高齢運
転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条
第2項）、（９）高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（１０）定期点検整備の実施
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2）、（１１）整備管
理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の
4）、（１２）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第23条第1項）、（１３）事故の未報告（貨物自動車運送事
業法第24条、自動車事故報告規則第3条第1項）、（１４）事業計画の
変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、（１５）事業の
健全な発達を阻害する競争のうち社会保険等に未加入のもの（貨物自
動車運送事業法第25条第2項）、（１６）運賃及び料金の未届出（貨物
自動車運送事業報告規則第2条の2）、（１７）自動車に関する表示義
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富岳通運 株式会社（法
人番号
7090001007450） 代
表者浅沼 克秀

山梨県甲府市西下条町
１１６７－８

八王子
東京都八王子市
西片倉３－２２
－１

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

過積載運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年
7月30日、監査を実施。1件の違反が認められた。（１）過積載運送
（貨物自動車運送事業法第17条第3項）

3 3
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佐竹運輸株式会社（法人
番号4130001042867）
代表者佐竹秀之

京都府京丹後市網野町
字網野649-2

本社営業所

京都府京丹後市
網野町字島津小
字丈垣2715-1他3
筆

輸送施設の使用停止
（120日車）

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第17
条第1項

令和2年1月29日、同年3月11日、同年3月25日及び同年4月9日、関係機
関からの情報を端緒に監査を実施。15件の違反が認められた。（1）
「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時
間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下
「安全規則」）第3条第4項）、（2）疾病、疲労等のおそれのある乗務
（安全規則第3条第6項）、（3）整備管理者の研修受講義務違反（安全
規則第3条の4）、（4）点呼の実施違反【未実施】（安全規則第7条第2
項）、（5）（6）点呼の記録違反【記録】及び【記載事項等の不備】
（安全規則第7条第5項）、（7）乗務等の記録違反【記載事項等の不
備】（安全規則第8条）、（8）運行記録計による記録違反【記録】
（安全規則第9条）、（9）（10）運転者台帳【作成】及び【記載事項
等の不備】（安全規則第9条の5第1項）、（11）「貨物自動車運送事業
者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」（以下
「指導監督告示」）による運転者に対する指導及び監督違反（安全規
則第10条第1項）、（12）指導監督告示による運転者に対する特別な指
導及び運転適性診断受診義務違反【運転適性診断の受診状況】（安全
規則第10条第2項）、（13）運行管理者の講習受講義務違反（安全規則
第23条第1項）、（14）健康保険法、厚生年金保険法、労働者災害補償
保険法及び雇用保険法に基づく社会保険等加入義務者が社会保険等に
未加入（法第24条の4）、（15）報告義務違反（法第60条第1項）

12 12

貨物 2020 9 8
株式会社吉松（法人番号
8130001055213） 代
表者今井真由美

京都府京丹後市弥栄町
木橋1113番地

本社営業所
京都府京丹後市
弥栄町木橋1113
番地

輸送施設の使用停止
（110日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項

平成31年4月23日、令和元年7月24日及び同年8月27日、法令違反の疑
いがあることを端緒に監査を実施。12件の違反が認められた。（1）事
業計画変更認可違反【営業所の位置（運輸局長が指定する区域外に限
る。）の違反】（貨物自動車運送事業法施行規則（以下「施行規
則」）第2条第1項第2号）、（2）事業計画変更認可違反【自動車車庫
の位置及び収容能力違反】（施行規則第2条第1項第4号）、（3）事業
計画変更認可違反【乗務員の休憩・睡眠施設の位置及び収容能力違
反】（施行規則第2条第1項第5号）、（4）「貨物自動車運送事業の事
業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4
項）、（5）疾病、疲労等のおそれのある乗務（安全規則第3条第6
項）、（6）点呼の実施違反【未実施】（安全規則第7条第1項から第3
項）、（7）点呼の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5
項）、（8）乗務等の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第8
条）、（9）運転者台帳【記載事項等の不備】（安全規則第9条の5第1
項）、（10）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対し
て行う指導及び監督の指針」（以下「指導監督告示」）による運転者
に対する指導及び監督違反（安全規則第10条第1項）、（11）指導監督
告示による運転者に対する特別な指導及び運転適性診断受診義務違反
【運転適性診断の受診状況】（安全規則第10条第2項）、（12）運行管
理者の選任（解任）の未届出、虚偽届出【選任（解任）の未届出に係
るもの】（安全規則第19条）

11 11

タクシー 2020 9 8

株式会社日の丸リムジン
（法人番号
2010401025221） 代
表者富田和宏

東京都港区赤坂1-12-32 王子営業所
東京都北区豊島
5-2-3

輸送施設の使用停止
（10日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第３８条第
２項

令和元年11月26日及び令和元年12月13日、救護義務違反があった旨公
安委員会からの通知を端緒として監査を実施。4件の違反が認められ
た。(1)健康状態の把握義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運
輸規則)第21条第5項)､(2)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第
38条第1項)､(3)高齢運転者に対する告示で定める特別な指導義務違反
(運輸規則第38条第2項)､(4)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反
(運輸規則第38条第2項)

23 1

タクシー 2020 9 8

株式会社ＦＩＴ Ｊａｐ
ａｎ（法人番号
3011701021009） 代
表者秋澤恵一

東京都江戸川区瑞江1-
26-11 福島ﾋﾞﾙ201号

本社営業所
東京都江戸川区
瑞江1-26-11 福
島ﾋﾞﾙ201号

輸送施設の使用停止
（10日車）

道路運送法第２０条
令和元年11月6日、新規許可を受けたことを端緒として監査を実施。1
件の違反が認められた。(1)営業区域外運送違反(道路運送法第20条)

1 1

タクシー 2020 9 8

中央自動車株式会社（法
人番号
7011501002873） 代
表者西郡秀文

東京都北区田端3-23-10 本社営業所
東京都北区田端
3-23-10

輸送施設の使用停止
（35日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第２１条第
１項

令和元年12月12日、死亡事故があった旨公安委員会からの通知を端緒
として監査を実施。3件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵
守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第21条第1項)､(2)
運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(3)運行管理
者の講習受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項)

8 4

タクシー 2020 9 8

市原ベイタクシー株式会
社（法人番号
2040001055590） 代
表者小出雄太

千葉県市原市岩崎839-8 本社営業所
千葉県市原市岩
崎839-8

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第２条第２
項

令和2年2月10日、法令違反の疑いがあることを端緒として調査を実
施。1件の違反が認められた。(1)一般準則(公平かつ懇切な取扱い)違反
(旅客自動車運送事業運輸規則第2条第2項)

0 0

タクシー 2020 9 8

太陽自動車株式会社（法
人番号
2011801002719） 代
表者中川昌信

東京都葛飾区四つ木5-
5-18

本社営業所
東京都葛飾区四
つ木5-5-18

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第３８条第
１項

令和2年9月8日、駐車違反があった旨公安委員会からの通知を端緒とし
て調査を実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義
務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

タクシー 2020 9 8
タックン株式会社(法人
番号9120001098047)
代表者大沼仁洪

大阪府大阪市城東区今
福東1丁目9番37号

本社
大阪府大阪市城
東区今福東1丁目
9番37号

輸送施設の使用停止
(40日車)

道路運送法(以下
「法」)第13条

令和2年4月27日、苦情を端緒として調査を実施。1件の違反が認められ
た。運送引受義務違反(法第13条)

4 4



タクシー 2020 9 8

堺相互タクシー株式会社
(法人番号
1120101022095) 代表
者平尾文一

大阪府堺市北区黒土町
3004番地1

本社
大阪府堺市北区
黒土町3004番地1

輸送施設の使用停止
(44日車)

道路運送法(以下
「法」)第13条

令和2年6月22日、苦情を端緒として調査を実施。1件の違反が認められ
た。運送引受義務違反(法第13条)

5 5

乗合バス 2020 9 8

神奈川中央交通株式会社
（法人番号
6021001036307） 代
表者 堀康紀

神奈川県平塚市八重咲
町6-18

町田営業所
東京都町田市野
津田町字関ノ上
350

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第1
項

令和元年11月28日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。2
件の違反が認められた。(1)勤務時間及び乗務時間の設定違反(旅客自動
車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第21条第1項)､(2)乗務時間等告示
の遵守違反(運輸規則第21条第1項)

2 0

乗合バス 2020 9 8
奈良交通株式会社(法人
番号8150001001652) 代
表者森島和洋

奈良県奈良市大宮町1丁
目1番地25号

葛城
奈良県葛城市忍
海50番地

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年7月22日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。点呼の実施義務違反【未実施】(旅客自動車運送事業運
輸規則第24条第1項、第2項)

3 0

乗合バス 2020 9 8
奈良交通株式会社(法人
番号8150001001652) 代
表者森島和洋

奈良県奈良市大宮町1丁
目1番地25号

北大和
奈良県生駒市上
町3535番地

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年8月12日、事故を引き起こしたことを端緒として監査を実施。1
件の違反が認められた。「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運
転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する指導監
督義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

3 0

乗合バス 2020 9 8
東京都（法人番号
8000020130001） 代
表者 内藤淳

東京都新宿区西新宿2-
8-1

小滝橋自動
車営業所杉
並支所

東京都杉並区梅
里1-14-22

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和2年7月6日及び令和2年7月13日、死亡事故があった旨公安委員会か
らの通知を端緒に監査を実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対
する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

貸切バス 2020 9 8

株式会社ブルースカイ
（法人番号
7040001087803） 代
表者 熊谷正一

東京都板橋区三園1-49-
17 306号室

本社営業所
東京都板橋区三
園1-49-17 306
号室

輸送施設の使用停止
（385日車）

道路運送法第20条

令和元年7月4日、令和元年7月30日及び令和元年8月2日、定期的な監査
を実施。10件の違反が認められた。(1)営業区域外旅客運送(道路運送法
(以下｢運送法｣)第20条)､(2)疾病のおそれのある乗務(旅客自動車運送事
業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第21条第5項)､(3)点呼の実施義務違反(運
輸規則第24条)､(4)点呼記録の不実記載(運輸規則第24条第5項)､(5)乗務
等の記録保存義務違反(運輸規則第25条第2項)､(6)運行記録計による記
録義務違反(運輸規則第26条第1項)､(7)運転者に対する指導監督等義務
違反(運輸規則第38条第1項)､(8)初任運転者に対する特別な指導義務違
反(運輸規則第38条第2項)､(9)初任運転者に対する適性診断受診義務違
反(運輸規則第38条第2項)､(10)定期点検整備等の未実施(運輸規則第45
条)

39 39

貸切バス 2020 9 8

株式会社日本観光社（法
人番号
7030001073192） 代
表者 越後谷 進

埼玉県川口市坂下町4-
19-2

本社営業所
埼玉県川口市坂
下町4-19-2

輸送施設の使用停止
（80日車）

道路運送法第9条の2
第1項

令和元年11月13日、定期的な監査を実施。4件の違反が認められた。
(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2第1項)､(2)乗務時間
等告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第21
条第1項)､(3)健康状態の把握義務違反(運輸規則第21条第5項)､(4)運転
者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)

8 8

貸切バス 2020 9 8
有限会社関口商店（法人
番号7030002121966）
代表者 関口正明

埼玉県秩父郡小鹿野町
小鹿野1806-2

本社営業所
埼玉県秩父郡小
鹿野町小鹿野
1806-2

輸送施設の使用停止
（60日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第24条第5
項

令和元年12月2日、定期的な監査を実施。2件の違反が認められた。(1)
乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規
則｣)第21条第1項)､(2)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)

14 6

貸切バス 2020 9 8
秀友交通株式会社（法人
番号4050001015708）
代表者 塙亨

茨城県つくば市栗原873 本社営業所
茨城県つくば市
栗原4969-1

輸送施設の使用停止
（160日車）

道路運送法第9条の2
第1項

令和元年11月8日及び令和元年12月25日、定期的な監査を実施。6件の
違反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2
第1項)､(2)運送引受書の記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則
(以下｢運輸規則｣)第7条の2第1項)､(3)点呼の実施等義務違反(運輸規則
第24条)､(4)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1
項)､(5)高齢運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2
項)､(6)初任･高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38
条第2項)

16 16

貸切バス 2020 9 8
株式会社秀和観光（法人
番号2060001002277）
代表者 鈴木勝利

栃木県宇都宮市下砥上
町670-2

本社営業所
栃木県宇都宮市
下砥上町670-2

輸送施設の使用停止
（290日車）

道路運送法第9条の2
第1項

令和元年11月12日及び令和元年11月25日、定期的な監査を実施。13件
の違反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法(以下｢
運送法｣)第9条の2第1項)､(2)営業区域外旅客運送(運送法第20条)､(3)運
送引受書の交付義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規
則｣)第7条の2第1項)､(4)運送引受書の記載事項の不備(運輸規則第7条の
2第1項)､(5)乗務時間等告示の遵守違反(運輸規則第21条第1項)､(6)疾病
のおそれのある乗務(運輸規則第21条第5項)､(7)点呼の記録事項義務違
反(運輸規則第24条第5項)､(8)乗務等の記録の記録事項不備(運輸規則第
25条第2項)､(9)運行記録計による記録義務違反(運輸規則第26条第1項)､
(10)運行指示書の記載事項不備(運輸規則第28条の2第1項)､(11)運転者
に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)､(12)高齢運転者に
対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､(13)初任･高齢運転
者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)

29 29

貸切バス 2020 9 8

株式会社魚沼中央トラン
スポート（法人番号
2110001027203） 代
表者 佐藤正一

新潟県南魚沼市君沢42-
15

群馬営業所
群馬県北群馬郡
吉岡町漆原167

輸送施設の使用停止
（100日車）

道路運送法第20条

令和元年11月14日及び令和2年1月9日、区域拡大を行ったことを端緒に
監査を実施。3件の違反が認められた。(1)営業区域外旅客運送(道路運
送法第20条)､(2)点呼の実施義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以
下｢運輸規則｣)第24条)､(3)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則
第38条第1項)

10 10

貸切バス 2020 9 9

株式会社コミュニティタ
クシー（法人番号
8200001022255） 代
表者林戸達美

岐阜県多治見市大原町5
－99－3

茨木営業所
大阪府茨木市松
下町2－1

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年8月7日、事業規模の拡大(営業区域の拡大、増車)を端緒として
監査を実施。1件の違反が認められた。点呼の記録義務違反【記載事項
の不備】(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)

4 0

貨物 2020 9 10
西川運輸有限会社（法人
番号2180002090053)
代表者西川智晃

愛知県北名古屋市沖村
西ノ川123番地

本社営業所
愛知県北名古屋
市沖村西ノ川123
番地

輸送施設の使用停止
(80日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第6条第1
項第1号

令和元年11月6日､死亡事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡11件の違反が認められた｡(1)配置車両数違反(貨物自動車運送事業法
施行規則第6条第1項第1号)､(2)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(3)健康診断未受診(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第3条第6項)､(4)整備管理者の研修受講義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4)､(5)点呼の実施義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(6)点呼の記
録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(7)運行
記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､
(8)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第10条第1項)､(9)運行管理補助者の要件違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第18条第3項)､(10)事業報告書及び事業実績報告書未提出(貨物
自動車運送事業法第60条第1項)､(11)運賃料金変更未届出(貨物自動車運
送事業法第60条第1項)

8 8

貨物 2020 9 10
植田運送株式会社（法人
番号6140001078074）
代表者植田節生

兵庫県伊丹市野間1-7-
15

門真営業所
大阪府門真市岸
和田4丁目6番8号

輸送施設の使用停止
（80日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和2年2月21日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。4件の違反
が認められた。（1）事業計画変更認可違反【自動車車庫の位置及び収
容能力違反】（貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号）、
（2）点呼の実施違反【未実施】（貨物自動車運送事業輸送安全規則
（以下「安全規則」）第7条第1項及び第2項）、（3）点呼の記録違反
【記録の改ざん・不実記載】（安全規則第7条第5項）、（4）補助者の
要件違反（安全規則第18条第3項）

8 8



タクシー 2020 9 10

有限会社 今庄タクシー
（法人番号
3210002012515) 代表
者斎藤三代治

福井県南条郡南越前町
今庄第75号39番地の2

本社営業所
福井県南条郡南
越前町今庄第75
号39番地の2

輸送施設の使用停止
(52日車）及び文書警
告

旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第5
項

令和2年1月15日、監査方針に基づき、監査を実施。7件の違反が認めら
れた。(1)健康診断未受診（旅客自動車運送事業運輸規則第21条第5
項）、(2)点呼の実施義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第24条第
2項）、(3)点呼の記録義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第24条
第5項）、(4)点呼の記録記載事項不備（旅客自動車運送事業運輸規則第
24条第5項）、(5)乗務等の記録記載事項不備（旅客自動車運送事業運
輸規則第25条第3項）、(6)特定の運転者に対する指導義務違反（旅客
自動車運送事業運輸規則第38条第2項）、(7)特定の運転者に対する運
転適性診断未受診（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項）

6 6

タクシー 2020 9 10

国際自動車株式会社（法
人番号
1010601040979） 代
表者牛久恭文

東京都江東区東雲二丁
目6番1号

羽田営業所
東京都大田区平
和島5-8-3 1階

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第３８条第
１項

令和2年9月10日、駐車違反があった旨公安委員会からの通知を端緒と
して調査を実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督
義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

タクシー 2020 9 10
彌榮自動車株式会社（法
人番号7130001019111)
代表者粂田佳幸

京都府京都市下京区中
堂寺櫛笥町1番地

西五条営業
センター

京都府京都市右
京区西院六反田
町10番地

文書警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数（駐
停車違反）が、過去一年以内に3件に達した。「旅客自動車運送事業者
が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運
転者に対する指導監督義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第38条
第1項）

0 0

貨物 2020 9 11
中部陸運株式会社(法人
番号2210001007252) 代
表者中辻亨

福井県あわら市上番43-
7-1

本社営業所
福井県あわら市
菅野70字1-6

輸送施設の使用停止
(20日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和2年2月27日､酒気帯び運転をしたことを端緒として､監査を実施｡4
件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(3)乗務等の記録記載事項
不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(4)運転者に対する指導
監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)

2 2

貨物 2020 9 11

マルタカ急送有限会社
（法人番号
4180302027810) 代表
者髙木春次

愛知県新城市二本松10-
6

本社営業所
愛知県新城市二
本松10-6

輸送施設の使用停止
(80日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和元年10月11日､監査方針に基づき､監査を実施｡7件の違反が認めら
れた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条
第1項第4号)､(2)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第4項)､(3)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第3条第6項)､(4)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第7条第1項及び第2項)､(5)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(6)特定の運転者に対する指導義務
違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(7)特定の運転者
に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条
第2項)

8 8

貨物 2020 9 11
名古屋急送株式会社（法
人番号9180001038963)
代表者勝野尚彦

愛知県名古屋市中区伊
勢山1-1-19

広川営業所
愛知県名古屋市
中川区広川町3-
1-30

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和2年7月13日､重傷事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡3件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)点呼の実施義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(3)運転者に対する指
導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)

0 0

タクシー 2020 9 11
永楽交通株式会社（法人
番号2370001001537）
代表者笹川和男

宮城県仙台市太白区東
郡山1丁目1番11号

本社営業所
宮城県仙台市太
白区東郡山1丁目
210番2

輸送施設の使用停止
（10日車）

道路運送法第27条第
3項

令和2年6月30日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実施した
結果、1件の違反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

2 1

貨物 2020 9 14

株式会社トレジャーアイ
ランド（法人番号４４３
０００１０３９２４７）
代表者田島幸寿

北海道北広島市大曲光
４丁目１３番地１５

株式会社ト
レジャーア
イランド営
業所

北海道空知郡南
幌町南８線西８

輸送施設の使用停止
（１０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項第１
号、法第１７条第４
項、法第６０条第１
項

令和２年７月１４日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を
端緒として監査を実施。５件の違反が認められた。（１）乗務時間等
の基準の遵守義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安
全規則」）第３条第４項）、（２）点呼の記録事項義務違反（安全規
則第７条第５項）、（３）運転者台帳の記載事項義務違反（安全規則
第９条の５第１項）、（４）運転者に対する指導監督義務違反（安全
規則第１０条第１項）、（５）報告義務違反（貨物自動車運送事業法
第６０条第１項）

1 1

貨物 2020 9 14
株式会社七美（法人番号
６４３０００１０５８３
０３） 代表者七海和彦

北海道札幌市手稲区前
田１０条１１丁目１番
７号新川ビル２０５号

本社営業所

北海道札幌市手
稲区前田１０条
１１丁目１番７
号新川ビル２０
５号

輸送施設の使用停止
（１０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項第１
号、法第１７条第４
項

令和２年７月２１日、関係機関からの情報を端緒として監査を実施。
６件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４
項）、（２）乗務等の記録事項義務違反（安全規則第８条）、（３）
運行記録計による記録義務違反（安全規則第９条）、（４）運行指示
書の作成、指示又は携行義務違反（安全規則第９条の３第１項から３
項）、（５）運転者台帳の記載事項義務違反（安全規則第９条の５第
１項）、（６）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第１０条
第１項）

1 1

乗合バス 2020 9 14

北海道中央バス株式会社
（法人番号４４３０００
１０５０４５１） 代表
者二階堂恭仁／平尾一彌

北海道小樽市色内１丁
目８番６号

大曲営業所
北海道北広島市
大曲工業団地１
丁目９番２号

輸送施設の使用停止
（４０日車）

道路運送法第２７条
第３項

令和２年７月２８日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を
端緒として監査を実施。１件の違反が認められた。（１）疾病・疲労
等のおそれのある乗務（旅客自動車運送事業運輸規則第２１条第５
項）

4 4

貨物 2020 9 15

中村梱包商事 株式会社
（法人番号
6011801003597） 代
表者中村 悦彌

東京都葛飾区東新小岩
７－１５－５

川崎

神奈川県川崎市
宮前区水沢１丁
目１番１号（川
崎市中央卸売市
場北部市場内
３Ｆ）

輸送施設の使用停止
（90日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

過積載運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、平成31
年4月11日及び令和元年10月23日及び令和2年2月7日、監査を実施。9
件の違反が認められた。（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（２）過積載運送（貨物自動
車運送事業法第17条第3項）、（３）点呼の実施義務違反等（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条）、（４）乗務等の記録義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（５）運転者に対する指
導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（６）
定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１3
条）、（７）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第23条第1項）、（８）事業計画事前届出違反（貨物自動車
運送事業法第9条第3項）、（９）報告義務違反（貨物自動車運送事業
報告規則第2条）

9 9

タクシー 2020 9 15

株式会社ＴＨＥ ＬＵＸ
ＵＲＹ ＦＬＥＥＴ（法
人番号
9010401133884） 代
表者アフラプラダナラフ
マン

東京都品川区北品川1-
8-20 第2林ﾋﾞﾙ 1F､2F

本社営業所
東京都品川区北
品川1-8-20 第2
林ﾋﾞﾙ 1F､2F

輸送施設の使用停止
（10日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第３８条第
１項

令和元年10月24日及び令和元年11月26日、新規許可を受けたことを端
緒として監査を実施。4件の違反が認められた。(1)点呼の記録義務違反
(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第24条第5項)､(2)新任運
転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第36条第2項)､(3)運転者に対
する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(4)報告義務違反(旅客自
動車運送事業等報告規則第2条第1項)

1 1

タクシー 2020 9 15

株式会社平成エンタープ
ライズ（法人番号
5030001048782） 代
表者田倉貴弥

埼玉県志木市本町5-22-
26

空港営業所
東京都大田区大
森南4丁目10-18

輸送施設の使用停止
（10日車）

道路運送法第２０条
令和元年12月19日及び令和2年1月8日、新規許可を受けたことを端緒と
して監査を実施。1件の違反が認められた。(1)営業区域外運送違反(道
路運送法第20条)

1 1

タクシー 2020 9 15
和同交通株式会社（法人
番号1020001029705）
代表者新井忠男

神奈川県横浜市中区本
牧町1丁目11番地

本社営業所
神奈川県横浜市
中区本牧町1丁目
11番地

輸送施設の使用停止
（44日車）

道路運送法第１３条

令和元年12月19日及び令和2年1月8日、法令違反の疑いがある旨の情報
を端緒として監査を実施。4件の違反が認められた。(1)運送引受義務違
反(道路運送法第13条)､(2)健康状態の把握義務違反(旅客自動車運送事
業運輸規則(以下､運輸規則)第21条第5項)､(3)新任運転者に対する指導
監督義務違反(運輸規則第36条第2項)､(4)運転者に対する指導監督義務
違反(運輸規則第38条第1項)

5 5



タクシー 2020 9 15

国際自動車株式会社（法
人番号
4012401022733）代表
者楠原亘

東京都三鷹市新川6-33-
6

三鷹営業所
東京都三鷹市新
川6-33-6

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第３８条第
１項

令和2年9月15日、駐車違反があった旨公安委員会からの通知を端緒と
して調査を実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督
義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

貸切バス 2020 9 15 漆原 博
埼玉県川越市古谷上
6083-7M-2-204

本社営業所
埼玉県入間郡越
生町大字津久根
字清水838-1

文書警告（処分日車
数40日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第2
項

令和2年7月15日及び令和2年7月31日、新規許可を受けたことを端緒に
監査を実施。3件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務
違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第38条第1項)､(2)
初任運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､(3)報
告義務違反(道路運送法第94条第1項)

4 4

貨物 2020 9 16

株式会社フリーライン
（法人番号
9080001022102) 代表
者太田隆宏

静岡県静岡市駿河区さ
つき町4番15-313号

本店営業所
静岡県静岡市駿
河区さつき町1番
地1

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和2年7月21日､公安委員会からの通知を端緒として､監査を実施｡2件
の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)運転者に対する指導監督義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)

0 0

貨物 2020 9 16
有限会社丸幸水急(法人
番号1180302009877) 代
表者野口稔

愛知県豊橋市藤並町字
摩耶40-1

本社営業所
愛知県豊橋市藤
並町字摩耶40-1

輸送施設の使用停止
(40日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和2年1月16日､監査方針に基づき､監査を実施｡5件の違反が認められ
た｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第4項)､(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第7条第5項)､(4)特定の運転者に対する指導義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(5)特定の運転者に対
する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項)

4 4

貨物 2020 9 16

名古屋第一物流株式会社
(法人番号
2180301002865) 代表者
細谷博樹

愛知県岡崎市鴨田町字
辻11番5 ﾃﾞﾗﾊﾟｰﾄB

静岡営業所

静岡県静岡市駿
河区下川原3丁目
2-1 川口ﾋﾞｼﾞｮﾝⅠ
-105

輸送施設の使用停止
(10日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和2年1月30日､重傷事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡6件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)点呼の記録記載事項不備(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(3)事故の記録記載事項不
備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の2)､(4)運転者に対する指導
監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(5)特定
の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10
条第2項)､(6)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第10条第2項)

2 1

貨物 2020 9 16

サクラ運送有限会社（法
人番号
7130002028342） 代
表者谷輪貢司

京都府南丹市園部町横
田4番18号

本社営業所
京都府南丹市園
部町横田4番18号

輸送施設の使用停止
（95日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項

令和2年2月4日及び同年3月27日、関係機関からの情報を端緒に監査を
実施。4件の違反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用
自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、
（2）定期点検整備等の未実施【定期点検整備等の未実施】（安全規則
第3条の2、道路運送車両法第48条）、（3）点呼の記録違反【記録】
（安全規則第7条第5項）、（4）乗務等の記録違反【記載事項等の不
備】（安全規則第8条）

10 10

タクシー 2020 9 16 葉本 重夫 東京都足立区 個人 東京都足立区
文書警告及び輸送の
安全確保命令

旅客自動車運送事業
運輸規則第２５条第
３項

令和2年7月14日及び令和2年7月20日、法令違反の疑いがある旨の情報
を端緒として監査を実施。1件の違反が認められた。(1)乗務記録の記録
事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則第25条第3項)

0 0

貨物 2020 9 17
株式会社長岡陸送（法人
番号6110001023074）
代表者長谷川マスエ

新潟県長岡市片田町
620-1

本社営業所
新潟県長岡市片
田町字三辺620-1

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和2年6月22日、監査実施。1件の違反が認められた。（1）運転者に
対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2020 9 17
有限会社松本運送（法人
番号8500002019113)
代表者越智浩

愛媛県今治市宅間甲360 本社営業所
愛媛県今治市宅
間甲789-2

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和2年9月8日、労働局と合同で監査を実施したところ、3件の違反が
確認された。(1)運転者に対する点呼が確実になされていなかったこと
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第7条第1
項、第2項、第3項）、(2)運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が
不適切であったこと（安全規則第7条第5項）、(3)運転者の乗務につい
て定められた事項の記録が不適切であったこと（安全規則第8条）

0 0

貨物 2020 9 17
有限会社大川物流（法人
番号7290002053085）
代表者馬渕義光

福岡県大川市大字下林
728-1

本社営業所
福岡県大川市大
字下林728-1

輸送施設の使用停止
（170日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第8
条第1項、法第17条
第1項1号、法第17
条第4項、法第24条
の3

令和2年2月27日、監査実施。16件の違反が認められた。(1)事業計画
(配置車両数)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法第8
条第1項)、(2)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安
全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(3)疾病、疲労等のおそれのあ
る乗務(安全規則第3条第6項)、(4)点呼の実施義務違反（安全規則第7
条)、(5)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(6)乗務等の記録
事項義務違反(安全規則第8条)、(7)事故の記録事項義務違反(安全規則
第9条の2)、(8)運行指示書に係る（作成、指示、携行）義務違反(安全
規則第9条の3第1項)、(9)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9
条の5第1項)、(10)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1
項)、(11)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反
(安全規則第10条第1項)、(12)特定運転者に対する特別な指導監督違反
(安全規則第10条第2項)、(13)特定運転者に対する適性診断受診義務違
反(安全規則第10条第2項)、(14)全従業員に対する指導監督義務違反(安
全規則第10条第4項)、(15)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第
23条第1項)、(16)輸送の安全に関わる情報の公表違反(安全規則第2条の
8)

17 17

貨物 2020 9 17

株式会社ティーエム物流
（法人番号
7300001008880） 代
表者峯貴史

佐賀県伊万里市山代町
久原字波佐間2976-22

本社営業所
佐賀県伊万里市
山代町久原字波
佐間2976-22

輸送施設の使用停止
（10日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項1号、法第
17条第4項

令和2年7月2日、監査実施。4件の違反が認められた。(1)運転者台帳の
記載事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規
則」)第9条の5第1項)、(2)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5
項)、(3)乗務時間等の基準の遵守違反(安全規則第3条第4項)、(4)運転
者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)

1 1

タクシー 2020 9 17

株式会社朝日タクシー
（法人番号
7310001000077） 代
表者古本彩花

長崎県長崎市田中町
279-16

本社営業所
長崎県長崎市田
中町279-16

輸送施設の使用停止
（90日車）、文書警
告

道路運送法第（以
下、｢法｣）第25条、
法第27条第3項

令和2年6月23日、監査実施。4件の違反が認められた。(1)運転者の制
限違反（道路運送法第25条）、(2)点呼の記録事項義務違反（旅客自動
車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第24条第5項）、(3)乗務員
台帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条第1項）、(4)運転者に対す
る指導監督違反（運輸規則第38条第1項）

9 9

貨物 2020 9 18
株式会社サンエイト(法
人番号1180001093966)
代表者八重尾隆夫

愛知県知多郡阿久比町
卯坂南56

本社営業所
愛知県常滑市字
中大流39番地

輸送施設の使用停止
(50日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和元年10月21日､関係機関からの情報を端緒として､監査を実施｡9件
の違反が認められた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1項第4号)､(2)事業計画の変更認可違反(貨物自動車
運送事業法施行規則第2条第1項第5号)､(3)事業計画事後届出違反(貨物
自動車運送事業法施行規則第7条第1項第3号)､(4)乗務時間等基準告示の
遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(5)健康診断未
受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)､(6)点呼の実施義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項）､(7)点
呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､
(8)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8
条)､(9)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第9条)

5 5



貨物 2020 9 18
寿運輸有限会社（法人番
号9190002008758) 代
表者尾中忠秀

三重県度会郡玉城町中
楽字墓添680-2

本社営業所
三重県度会郡玉
城町中楽字墓添
680-2

輸送施設の使用停止
(10日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

令和元年11月26日、無免許運転を端緒として、監査を実施。7件の違反
が認められた。(1)健康診断未受診（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第3条第6項）、(2)運転者台帳の作成義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第9条の5第1項）、(3)運転者台帳の記載事項等不備（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項）、(4)運転者に対する指
導監督義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、
(5)運転者に対する指導監督記録記載事項不備（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第1項）、(6)特定の運転者に対する指導義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、(7)運行管理者に
対する指導監督義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条）

1 1

貨物 2020 9 18

株式会社髙伸サービス
（法人番号
3190001004994) 代表
者髙城伸二

三重県鈴鹿市長沢町
1572番地の1

本社営業所
三重県鈴鹿市平
田東町10-7

輸送施設の使用停止
(30日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和2年3月21日､死亡事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡5件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)点呼の実施義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)､(3)点呼
の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(4)
運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3
第1項)､(5)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第1項)

3 3

タクシー 2020 9 18 横井 剛 香川県高松市
個人 横井
営業所

香川県高松市
輸送施設の使用停止
（20日車)

道路運送法第27条第
3項

令和2年8月26日、利用者等からの苦情等を端緒として監査を実施した
ところ、1件の違反が確認された。(1)営業所に備えおくべき書類が適切
に管理されていなかったこと（旅客自動車運送事業運輸規則第69条）

2 2

貨物 2020 9 23

有限会社ビーエスホット
ワーク（法人番号
7370002001556） 代表
者髙橋伸二

宮城県仙台市宮城野区
岩切字青津目20番地1

本社営業所
宮城県仙台市宮
城野区岩切字青
津目20番地1

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和2年8月27日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実施した
結果、1件の違反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2020 9 23

株式会社タイロンコーポ
レーション（法人番号
1180001114838) 代表
者生田泰通

愛知県名古屋市名東区
新宿一丁目226番地

一宮営業所
愛知県一宮市千
秋町浮野字下向
得29番地

輸送施設の使用停止
(40日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和2年2月5日､監査方針に基づき､監査を実施｡5件の違反が認められ
た｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第
1項第4号)､(2)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条の4)､(3)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第7条第5項)､(4)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条第5項)､(5)一般講習受講義務違反(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第23条第1項)

4 4

貨物 2020 9 23
泉海商運株式会社（法人
番号5120101041604)
代表者岡山健治

大阪府和泉市平井町
307-1

みよし営業
所

愛知県みよし市
三好町蝉田4

輸送施設の使用停止
(60日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和2年1月30日、監査方針に基づき、監査を実施。3件の違反が認めら
れた。(1)乗務時間等基準告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第3条第4項）、(2)点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項）、(3)運行指示書の作成
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項）

6 6

貨物 2020 9 24
有限会社エスティ(法人
番号1180002062747)
代表者佐野雅紀

愛知県名古屋市名東区
小井堀町902

本社営業所
愛知県名古屋市
名東区小井堀町
902

輸送施設の使用停止
(20日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第1項及び第2項

令和2年2月20日､監査方針に基づき､監査を実施｡5件の違反が認められ
た｡(1)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1
項及び第2項)､(2)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第7条第5項)､(3)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第8条)､(4)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第9条)､(5)運行管理補助者の要件違反(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第18条第3項)

2 2

貨物 2020 9 24

河内長野貨物運送株式会
社(法人番号
1120101033547） 代
表者泰中一樹

大阪府河内長野市原町1
丁目19番3号

岡山営業所
岡山県倉敷市曽
原394番地1

輸送施設の使用停止
（125日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
9条第1項、同条第3
項後段、法第17条第
1項、同条第4項、法
第18条第1項及び同
条第3項

令和元年11月8日及び令和2年5月26日、情報提供を端緒として監査を実
施。13件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反（休憩・睡
眠施設）（貨物自動車運送事業法施行規則（以下「施行規則」）第2条
第1項第5号）、(2)事業計画の事後変更届出違反（施行規則第7条第1項
第2号、第3号）、(3)疾病、疲労等のおそれのある乗務禁止違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第6項）、(4)
点呼の記録義務違反（安全規則第7条第5項）、(5)運転者台帳の作成義
務違反（安全規則第9条の5第1項）、(6)運転者台帳の記載事項義務違
反（安全規則第9条の5第1項）、(7)運転者に対する指導監督義務違反
（安全規則第10条第1項）、(8)整備管理者の選任届出義務違反（安全
規則第13条本文関係）、(9)事業用自動車の定期点検整備義務違反（安
全規則第13条本文関係、第1号）、(10)整備管理者研修受講義務違反
（安全規則第15条）、(11)運行管理者の講習受講義務違反（安全規則
第23条第1項）、(12)運行管理補助者の要件違反（安全規則第18条第3
項）、(13)運行管理者の選任届出義務違反（安全規則第19条）

13 13

タクシー 2020 9 24

袋井タクシー株式会社
（法人番号
9080401017305) 代表
者鈴木邦彦

静岡県袋井市山科2971
番地の1

本社営業所
静岡県袋井市山
科字池ﾉ谷2971番
地の1

輸送施設の使用停止
(101日車)及び文書警
告

道路運送法第23条第
3項

令和2年1月15日、監査方針に基づき、監査を実施。10件の違反が認め
られた。(1)運行管理者の選任解任届出違反(道路運送法第23条第3項)､
(2)損害賠償保険締結義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第19条の
2)､(3)乗務時間等基準告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則第
21条第1項)､(4)健康診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第
5項)､(5)点呼の実施義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第1項
及び第2項)､(6)乗務員台帳の記載事項等不備(旅客自動車運送事業運輸
規則第37条第1項)､(7)特定の運転者に対する指導義務違反(旅客自動車
運送事業運輸規則第38条第2項)､(8)特定の運転者に対する運転適性診断
未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)､(9)補助者の要件違
反(旅客自動車運送事業運輸規則第47条の9第3項)､(10)一般講習受講義
務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第48条の4第1項)

11 11

タクシー 2020 9 24
有限会社西田交通（法人
番号8330002027430）
代表者西田文代

熊本県八代市葭牟田町
456-2

本社営業所
熊本県八代市葭
牟田町456-2

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年9月24日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対
する指導監督違反（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

タクシー 2020 9 24

関鉄県南タクシー株式会
社（法人番号
4050001028461） 代
表者川島和良

茨城県守谷市本町383 本社営業所
茨城県守谷市本
町383番地

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第２条第２
項

令和2年9月2日及び令和2年9月7日並びに令和2年9月11日、法令違反の
疑いがある旨の情報を端緒として調査を実施。1件の違反が認められ
た。(1)一般準則(公平かつ懇切な取扱い)違反(旅客自動車運送事業運輸
規則第2条第2項)

0 0

貨物 2020 9 25
株式会社蟹江運送店（法
人番号6180001096808)
代表者服部昌樹

愛知県海部郡蟹江町大
字新千秋字後西26-10

本社営業所
愛知県海部郡蟹
江町大字新千秋
字後西26-11

輸送施設の使用停止
(120日車)

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和元年11月25日､監査方針に基づき､監査を実施｡5件の違反が認めら
れた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条第4項)､(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第7条第5項)､(4)点呼の記録不実記載(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)乗務等の記録記載事項不備(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第8条)

13 12



貨物 2020 9 25
旭興産運輸株式会社(法
人番号7180001005981)
代表者小倉真

愛知県名古屋市港区善
進本町184-1

本社営業所
愛知県名古屋市
港区善進本町
184-1

輸送施設の使用停止
(145日車)

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の2

令和2年1月10日､監査方針に基づき､監査を実施｡7件の違反が認められ
た｡(1)定期点検未実施(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)､(2)
過積載運行禁止違反(貨物自動車運送事業法第17条第3項)､(3)過積載運
送防止の指導及び監督の怠慢(貨物自動車運送事業輸送安全規則第4条)､
(4)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及
び第2項)､(5)ｱﾙｺｰﾙ検知器常時有効保持義務違反(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条第4項)､(6)点呼の記録不実記載(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条第5項)､(7)運行管理者に対する指導監督義務違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第22条)

15 15

貨物 2020 9 25

三重水産運輸有限会社
（法人番号
7190002022190) 代表
者橋本和征

三重県四日市市富双2丁
目1-24

本社営業所
三重県四日市市
富双2丁目1-24

輸送施設の使用停止
(140日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第6条第1
項第1号

令和元年12月25日､酒気帯び運転による事故を端緒として､監査を実施｡
14件の違反が認められた｡(1)配置車両数違反(貨物自動車運送事業法施
行規則第6条第1項第1号)､(2)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(3)健康診断未受診(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第3条第6項)､(4)点呼の実施義務違反(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(5)点呼の記録義務違反(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(6)点呼の記録記載事項不
備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(7)乗務等の記録記載
事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(8)運転者台帳の記
載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(9)運
転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10
条第1項)､(10)運転者に対する指導監督記録義務違反(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第1項)､(11)特定の運転者に対する指導義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(12)特定の運転者に対
する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項)､(13)運行管理者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第22条)､(14)社会保険等未加入(貨物自動車運送事業法第24
条の4)

14 14

貨物 2020 9 25
濱地通商株式会社(法人
番号7190001023990) 代
表者濱地靖史

三重県三重郡朝日町大
字埋縄952番地

本社営業所
三重県三重郡朝
日町大字埋縄952
番地

輸送施設の使用停止
(50日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和2年2月5日､死亡事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡9件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)健康診断未受診(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第3条第6項)､(3)点呼の記録記載事項不備(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(4)運転者台帳の記載事項等不
備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(5)運転者に対す
る指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､
(6)運転者に対する指導監督記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第1項)､(7)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(8)特定の運転者に対する運転適性
診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(9)事業報
告書及び事業実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項)

5 5

貨物 2020 9 28

株式会社協同荷役設備
（法人番号
9230001000703） 代
表者八十島幸喜

富山県富山市布瀬町南
１丁目12-17

本社営業所
富山県富山市興
人町字立割１番
1-1

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和元年5月15日、監査実施。2件の違反が認められた。（1）点呼の実
施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）
第7条第1項、第2項）（2）点呼の記録記載不備（安全規則第7条第5
項）

2 2

貨物 2020 9 28
間口東海株式会社（法人
番号9120001195174)
代表者袋井隆

大阪府大阪市港区海岸
通一丁目5番29号

東海営業所
愛知県小牧市大
字東田中南新田
1605番1

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

令和2年8月26日､死亡事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡1件の違反が認められた｡(1)運転者に対する指導監督義務違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)

0 0

貨物 2020 9 28
株式会社岡勝(法人番号
3260001019614） 代
表者佐藤照恵

岡山県津山市新田193ｰ4 本社営業所
岡山県津山市新
田193ｰ4

輸送施設の使用停止
（75日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項、同条第
4項及び法第60条第
1項

令和元年9月25日及び令和2年6月17日、情報提供を端緒として監査を実
施。10件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、(2)点
呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項及び第2項）、(3)点呼の記録
事項義務違反（安全規則第7条第5項）、(4)乗務等の記録事項義務違反
（安全規則第8条第1項）、(5)運転者台帳の記載事項義務違反（安全規
則第9条の5第1項）、(6)運転者に対する指導監督義務違反（安全規則
第10条第1項）、(7)事業用自動車の定期点検整備義務違反（安全規則
第13条本文関係、第1号）、(8)整備管理者研修受講義務違反（安全規
則第15条）、(9)運行管理者の講習受講義務違反（安全規則第23条第1
項）、(10)運賃料金変更届出違反（貨物自動車運送事業報告規則第2条
の2）

8 8

貨物 2020 9 28
センコー株式会社（法人
番号5120001197793）
代表者福田泰久

大阪府大阪市北区大淀
中1-1-30

守山ＰＤセ
ンター営業
所

滋賀県守山市大
門町梅ヶ町356-1

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和2年7月14日及び同年7月21日、公安委員会からの通報を端緒に監査
を実施。2件の違反が認められた。（１）点呼の実施違反【未実施】
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第7条第1項
から第3項）、（２）点呼の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則
第7条5項）

0 0

貸切バス 2020 9 28

中国タクシー株式会社
(法人番号
3240001034318） 代
表者高山俊宏

広島県府中市中須町
1675番地

府中営業所
広島県府中市中
須町1675番地

輸送施設の使用停止
（190日車）及び文書
警告

道路運送法（以下
「法」）第9条の2第
1項及び法第27条第
3項

令和元年8月21日、同年9月2日及び同年9月18日、継続監視の対象であ
ることを端緒として監査を実施。12件の違反が認められた。(1)運賃料
金事前届出違反（法第9条の2第1項）、(2)運送引受書の記載事項義務
違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第7条の2第1
項）、(3)疾病、疲労等のおそれのある乗務禁止違反（運輸規則第21条
第5項）、(4)点呼の記録義務違反（運輸規則第24条第5項）、(5)点呼の
記録事項義務違反（運輸規則第24条第5項）、(6)乗務等の記録事項義
務違反（運輸規則第25条第2項）、(7)運行記録計による記録義務違反
（運輸規則第26条第1項）、(8)運行指示書の記載事項義務違反（運輸
規則第28条の2第1項）、(9)乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則
第37条第1項）、(10)運転者に対する指導監督義務違反（運輸規則第38
条第1項）、(11)運転者に対する指導監督の記録義務違反（運輸規則第
38条第1項）、(12)特定の運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸
規則第38条第2項）

19 19

貨物 2020 9 29

アートバンライン 株式
会社（法人番号
5120901015088） 代
表者木谷 誠二

大阪府茨木市島３－５
－４８

酒々井
千葉県印旛郡
酒々井町飯積２
－７－１

輸送施設の使用停止
（80日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の4

法令違反の疑いがあることを端緒として、令和2年3月30日、監査を実
施。9件の違反が認められた。（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（２）点呼の記録義務違
反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（３）乗務等の記録
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（４）運
行指示書の作成義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の
3）、（５）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第1項）、（６）初任運転者に対する指導監督違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（７）整備管理者の研
修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4）、
（８）運行管理者の選任違反（貨物自動車運送事業法第18条第1項）、
（９）運行管理者の選任（解任）届出違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第19条）

19 8

貨物 2020 9 29
有限会社 鷹藤（法人番
号6020002094611）
代表者森 敏

神奈川県川崎市宮前区
水沢２－３－１６

本社
神奈川県川崎市
宮前区水沢２－
３－１６

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

無免許運転運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令
和2年7月2日及び同年7月9日、監査を実施。2件の違反が認められた。
（１）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条）、（２）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第1項）

0 0



タクシー 2020 9 29

江戸川総業株式会社（法
人番号
4011701001133） 代
表者生沼文子

東京都江戸川区東小松
川4-54-17

本社営業所
東京都江戸川区
東小松川4-54-17

輸送施設の使用停止
（40日車）

ﾀｸｼｰ業務適正化特別
措置法第４３条第２
項

令和元年10月23日、法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として調査
を実施。1件の違反が認められた。(1)ﾀｸｼｰ乗車禁止地区における乗車(ﾀ
ｸｼｰ業務適正化特別措置法第43条第2項)

4 4

乗合バス 2020 9 30

鬼ヶ島観光自動車株式会
社（法人番号
2470001000891) 代表
者古川隆之

香川県高松市女木町15-
22

本社営業所
香川県高松市女
木町15-22

輸送施設の使用停止
（130日車)文書警告

道路運送法第15条第
1項、第27条第3
項、第94条第1項

令和2年3月2日及び同年8月28日、利用者等からの苦情等を端緒として
監査を実施したところ、11件の違反が確認された。(1)自動車車庫の位
置及び収容能力に係る事業計画変更認可を受けていなかったこと（道
路運送法（以下「法」）第15条第1項）、(2)運転者の健康状態の把握
が確実になされていなかったこと（旅客自動車運送事業運輸規則（以
下「運輸規則」）第21条第5項）、(3)運転者に対する点呼の実施結果
の記録が確実になされていなかったこと（運輸規則第24条第5項）、
(4)運転者の乗務について定められた事項の記録が不適切であったこと
（運輸規則第25条第1項、第4項）、(5)運転者台帳の作成が確実になさ
れていなかったこと（運輸規則第37条第1項）、(6)事業用自動車の運
行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切で
あったこと（運輸規則第38条第1項）、(7)高齢運転者に対して事業用
自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項についての特別
な指導が不適切であったこと（運輸規則第38条第2項）、(8)高齢運転
者に対して法令で定められた適性診断を受診させていなかったこと
（運輸規則第38条第2項）、(9)事業用自動車の定期点検整備等を実施
していなかったこと（運輸規則第45条）、(10)運行管理者に対して法
令で定められた講習を受講させていなかったこと（運輸規則第48条の4
第1項）、(11)事業報告書及び輸送実績報告書の提出をしていなかった
こと（法第94条第1項）

13 13

乗合バス 2020 9 30
阪神バス株式会社（法人
番号1140001072148）
代表者福浦秀哉

兵庫県西宮市和上町3番
3号

西宮浜
兵庫県西宮市西
宮浜3丁目20番地

文書警告
道路運送法（以下
「法」）第15条第3
項

令和2年7月30日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。2件の違反
が認められた。(1)事業計画の事前変更届出違反【各営業所に配置する
事業用自動車の数等】（法第15条第3項）、(2)「旅客自動車運送事業
者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による
運転者に対する指導監督義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第38
条第1項）

1 0

貨物 2020 10 1
二葉運送株式会社（法人
番号2400001003810）
代表者細川忠彦

岩手県紫波郡矢巾町大
字高田第14地割1番地1

青森営業所
青森県青森市大
字新城字山田
552-1

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和2年9月9日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として監査を実施
した結果、1件の違反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2020 10 1
株式会社田平陸送(法人
番号6120001153003) 代
表者田平秀行

大阪府大阪市西区西本
町三丁目1番43号

名古屋営業
所

愛知県名古屋市
港区知多3丁目
316番地201号

輸送施設の使用停止
(30日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和元年12月24日､労働局からの通報を端緒として､監査を実施｡3件の
違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(3)乗務等の記録記載事項不備(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第8条)

3 3

貨物 2020 10 2

有限会社春日井物流サー
ビス(法人番号
4180002065557) 代表者
夫馬宣裕

愛知県春日井市東野町3
丁目12-1

本社営業所
愛知県小牧市大
草字清水洞2283-
10

輸送施設の使用停止
(60日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和元年11月5日､監査方針に基づき､監査を実施｡7件の違反が認められ
た｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第
1項第4号)､(2)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第4項)､(3)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条第6項)､(4)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)､(5)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第7条第5項)､(6)乗務等の記録記載事項不備(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第8条)､(7)運転者台帳の作成義務違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)

6 6

貨物 2020 10 2
株式会社丸魚商店（法人
番号2220001006708）
代表者大谷康史

石川県金沢市西念4丁目
15番1号

本店営業所
石川県金沢市西
念4丁目15番１号

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和2年7月15日、監査実施。3件の違反が認められた。（1）点呼の記
録記載不備（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）
第7条第5項）（2）乗務等の記録記載不備（安全規則第8条）(3)運転者
に対する指導監督違反（安全規則第10条第1項）

0 0

乗合バス 2020 10 2

日本海観光バス株式会社
（法人番号
1220001013333） 代
表者出山尚一

石川県加賀市小菅波町1
丁目143番地

内灘営業所
石川県河北郡内
灘町字大学1丁目
2番地1

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年8月31日、監査実施。3件の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第24条
第1項及び第2項）(2)点呼の記録記載不備（運輸規則第24条第5項）(3)
運転基準図の記載不備（運輸規則第27条第1項）

0 0

貨物 2020 10 5

株式会社ケイ・アール・
ディ（法人番号４４３０
００１０３６３５１）
代表者黒田信久

北海道石狩市花川南５
条３丁目５１番地

本社営業所
北海道石狩市花
川南５条３丁目
５１番地

文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項第１
号、法第１７条第１
項第２号、法第１７
条第４項、法第６０
条第１項

令和２年９月１７日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を
端緒として監査を実施。７件の違反が認められた。（１）乗務時間等
の基準の遵守義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安
全規則」）第３条第４項）、（２）点検整備記録簿等の記載義務違反
（安全規則第３条の２）、（３）点呼の記録事項義務違反（安全規則
第７条第５項）、（４）乗務等の記録事項義務違反（安全規則第８
条）、（５）運行記録計による記録義務違反（安全規則第９条）、
（６）事故の記録義務違反（安全規則第９条の２）、（７）報告義務
違反（貨物自動車運送事業法第６０条第１項）

0 0

貨物 2020 10 5
株式会社八洲陸運（法人
番号9420001002168）
代表者松尾彰

青森県青森市大字滝沢
字住吉28番地7

本社営業所

青森県青森市大
字滝沢字住吉34-
1、28-1、32-1、
253-2

輸送施設の使用停止
（70日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項、法第17条
第4項

令和元年8月29日、9月9日、令和2年1月31日及び7月29日、死亡事故を
引き起こしたこと及び監査方針を端緒として監査を実施した結果、8件
の違反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第3条第4項）、（2）点呼の
実施義務違反（安全規則第7条第3項）、（3）点呼の記録事項義務違反
（安全規則第7条第5項）、（4）運行指示書の作成義務違反（安全規則
第9条の3第1項）、（5）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則
第10条第1項）、（6）運転者に対する指導監督の記録違反（安全規則
第10条第1項）、（7）運転者に対する指導監督の記録保存違反（安全
規則第10条第1項）、（8）運行管理者に対する指導監督義務違反（安
全規則第22条）

7 7

貨物 2020 10 5
有限会社矢島運送（法人
番号3410002007536）
代表者伊豆正二郎

秋田県由利本荘市矢島
町荒沢字上荒沢44番地
の2

本社営業所
秋田県由利本荘
市矢島町荒沢字
上荒沢44番地の2

輸送施設の使用停止
（90日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項、法第17条
第4項

令和元年10月30日及び令和2年6月2日、監査方針を端緒として監査を実
施した結果、8件の違反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第3条第4
項）、（2）疾病･疲労等のおそれのある乗務（安全規則第3条第6
項）、（3）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項、第2項、第3
項）、（4）点呼の記録事項義務違反（安全規則第7条第5項）、（5）
運行指示書の作成義務違反（安全規則第9条の3第1項）、（6）運転者
に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）、（7）高齢運転
者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第2項）、（8）高齢運
転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）

9 9

貨物 2020 10 5

大西運輸サービス株式会
社（法人番号
2122001001260） 代
表者平野裕一

大阪府八尾市桂町1丁目
54番2号

本社営業所
大阪府八尾市桂
町1丁目54番2号

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(放
置行為)が過去1年以内に3件に達した。（1）「貨物自動車運送事業者
が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運
転者に対する指導及び監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
10条第1項）

2 0



貨物 2020 10 5
株式会社共同（法人番号
6330001009308） 代
表者山下敏文

熊本県合志市栄3766-24 松橋営業所
熊本県宇城市松
橋町両仲間90-1

輸送施設の使用停止
（20日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
8条第1項、法第17
条第4項

令和2年2月21日、監査実施。6件の違反が認められた。(1)～(3)事業計
画(営業所・自動車車庫・休憩睡眠施設)に定めるところに従う義務違反
(貨物自動車運送事業法第8条第1項)、(4)点呼の記録事項義務違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第7条第5項)、(5)運
転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(6)特定運転者
に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)

2 2

タクシー 2020 10 5

株式会社杜の都交通（法
人番号
5370001014668） 代
表者高橋昭

宮城県仙台市太白区山
田本町8番31号

本社営業所
宮城県仙台市太
白区山田本町8番
31号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年10月5日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実施した
結果、1件の違反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

1 0

タクシー 2020 10 5

あさひ自動車株式会社
（法人番号
8410001000041） 代
表者佐藤武義

秋田県秋田市牛島西1丁
目1番11号

本社営業所
秋田県秋田市牛
島西1丁目627番
地42、56

輸送施設の使用停止
（10日車）及び文書
警告

道路運送法第27条第
3項

令和元年11月27日及び令和2年8月13日、監査方針を端緒として監査を
実施した結果、3件の違反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守
違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下｢運輸規則｣）第21条第1
項）、（2）点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条第5項）、（3）
運転者に対する指導監督義務違反（運輸規則第38条第1項）

1 1

タクシー 2020 10 5

八幡第一交通株式会社
（法人番号
1290802013871） 代
表者野口和之

福岡県北九州市八幡西
区紅梅1-8-13

黒崎営業所
福岡県北九州市
八幡西区紅梅1-
6-8

輸送施設の使用停止
（10日車）

道路運送法第27条第
3項

令和2年6月24日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対
する指導監督違反（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

1 1

乗合バス 2020 10 5

ユタカ交通株式会社（法
人番号
9120901020084） 代
表者末永政敏

大阪府池田市住吉2-1-
24

九州支店
長崎県佐世保市
棚方町273-1

輸送施設の使用停止
（30日車）、文書警
告

道路運送法（以下
「法」）第16条第1
項、法第23条第3
項、法第27条第3
項、道路運送車両法
第52条

令和2年2月5日、監査実施。8件の違反が認められた。(1)事業計画(自
動車車庫)に定める業務の確保違反（道路運送法（以下｢法｣）第16条第
1項）、(2)運行管理者の解任未届出違反（法第23条第3項）、(3)乗務時
間等の基準の遵守違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下｢運輸規
則｣）第21条第1項）、(4)交替運転者の配置義務違反（運輸規則第21条
第6項）、(5)点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条第5項）、(6)乗
務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条第1項）、(7)運転者に
対する指導監督違反（運輸規則第38条第1項）、(8)整備管理者の変更
未届出違反（運輸規則第45条、道路運送車両法第52条）

3 3

貸切バス 2020 10 5
株式会社昴交通（法人番
号8290801020986）
代表者瀬戸正太

福岡県糟屋郡久山町久
原3224-3

本社営業所
福岡県糟屋郡久
山町久原3224-1

輸送施設の使用停止
（320日車）、文書警
告

道路運送法（以下
「法」）第9条の2第
1項、法第27条第3
項、道路運送車両法
第58条第1項

令和1年10月24日、監査実施。10件の違反が認められた。(1)運賃料金
事前届出、運賃料金変更事前届出違反（道路運送法第9条の2第1項）、
(2)乗務時間等の基準の遵守違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下｢
運輸規則｣）第21条第1項）、(3)点呼の記録義務違反（運輸規則第24条
第5項）、(4)点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条第5項）、(5)乗
務等の記録事項義務違反（運輸規則第25条）、(6)運行記録計による記
録義務違反（運輸規則第26条第1項）、(7)運行指示書の記載事項義務
違反（運輸規則第28条の2第1項）、(8)乗務員台帳の記載事項義務違反
（運輸規則第37条第1項）、(9)運転者に対する指導監督の記載事項義
務違反（運輸規則第38条第1項）、(10)無車検運行違反（運輸規則第45
条、道路運送車両法第58条第1項）

39 32

貨物 2020 10 6

九州東洋運輸株式会社
（法人番号
6290001063821） 代
表者藤井勇人

福岡県筑後市大字新溝
96

本社営業所
福岡県筑後市大
字長浜695-1

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和2年2月5日、監査実施。3件の違反が認められた。(1)点呼の実施義
務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第7条)､
(2)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)､(3)運転者台帳の記
載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)

0 0

貨物 2020 10 6

上成運輸 有限会社（法
人番号
5030002100708） 代
表者上村 昭成

埼玉県川口市安行原１
９０３－２

本社
埼玉県川口市安
行原１９０３－
２

輸送施設の使用停止
（220日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の2

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和2年1月28日、監査
を実施。16件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）疾病のおそれ
のある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（3）点
呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、
（4）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条
第1項）、（5）乗務等の記録保存義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第8条第1項）、（6）運転者に対する指導監督違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（7）高齢運転者に対する指
導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（8）
高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第2項）、（9）定期点検整備の実施違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第3条の2）、（10）整備管理者の研修受講義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4）、（11）運行管理
者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1
項）、（12）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第
1項）、（13）事業計画（営業所の位置）事後届出違反（貨物自動車運
送事業法第9条第3項）、（14）事業計画（主たる事務所の位置）事後
届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）、（15）報告義務違反
（貨物自動車運送事業報告規則第2条）、（16）運賃及び料金の未届出
（貨物自動車運送事業報告規則第2条の2）

22 22

貨物 2020 10 6
有限会社 寿商事（法人
番号8050002043712）
代表者織井 正寿

茨城県筑西市藤ヶ谷１
３４６－９

本社
茨城県筑西市辻
１５１４

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

無免許運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年
1月21日、監査を実施。5件の違反が認められた。（1）疾病のおそれの
ある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（2）点呼
の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（3）
運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10
条第1項）、（4）初任運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第10条第2項）、（5）初任運転者に対する適性診断
受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）

4 4

貨物 2020 10 6

みやび運輸 株式会社
（法人番号
6040001030301） 代
表者東本 利秋

千葉県市川市福栄３－
１９－１

本社
千葉県市川市福
栄３－１９－１
－１０６

輸送施設の使用停止
（255日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の2

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和元年12月12日及び
令和2年1月21日、監査を実施。18件の違反が認められた。（1）乗務時
間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4
項）、（2）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第6項）、（3）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第7条）、（4）乗務等の記録義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第8条第1項）、（5）運転者に対する指導監督違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（6）高齢運転者に対す
る指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、
（7）高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第2項）、（8）定期点検整備の実施違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条の2）、（9）点検整備記録簿の保存義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2）、（10）整備管
理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の
4）、（11）運行管理者に対する指導及び監督違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第22条）、（12）運行管理者の講習受講義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項）、（13）運行管理者の解
任届出違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条）、（14）事業
計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、（15）事
業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）、（16）報
告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）、（17）運賃及び料
金の未届出（貨物自動車運送事業報告規則第2条の2）、（18）自動車

26 26
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岩本運輸 株式会社（法
人番号
2010801001169） 代
表者岩本 和男

東京都大田区東糀谷５
－４－１５

本店
東京都大田区東
糀谷５－４－１
５

輸送施設の使用停止
（50日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第13条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和元年8月14日及び令
和2年3月25日、監査を実施。5件の違反が認められた。（1）運転者に
対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1
項）、（2）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第13条）、（3）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第23条第1項）、（4）事業計画の変更認可違反（貨物
自動車運送事業法第9条第1項）、（5）報告義務違反（貨物自動車運送
事業報告規則第2条）

5 5

貨物 2020 10 6

有限会社 オーケーサー
ビス（法人番号
2070002034203） 代
表者小川 正浩

群馬県館林市上三林町
２４２６番地３

明和
群馬県邑楽郡明
和町南大島１５
１６

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年8
月25日、監査を実施。1件の違反が認められた。（1）運転者に対する
指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

タクシー 2020 10 6
株式会社青山国際（法人
番号3013301038498）
代表者湯書深

東京都豊島区千早二丁
目28番13号 池袋ｳｴｽﾄﾊｲ
ﾂ405号

本社営業所
東京都豊島区千
早2-28-13-405

輸送施設の使用停止
（95日車）

道路運送車両法第４
８条

令和元年9月4日及び令和元年10月9日、新規許可を受けたことを端緒と
して監査を実施。8件の違反が認められた。(1)点呼の実施等義務違反
(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第24条)､(2)乗務記録の
記録事項の不備(運輸規則第25条)､(3)運転者に対する指導監督義務違反
(運輸規則第38条第1項)､(4)定期点検整備の未実施(道路運送車両法(以
下､車両法)第48条)､(5)整備管理者に対する権限付与義務違反(車両法第
50条第2項)､(6)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条)､(7)運
行管理者の講習受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項)､(8)事業の健全
な発達を阻害する競争(道路運送法第30条第2項)

10 10

タクシー 2020 10 6
ＧＴ株式会社（法人番号
3010601051272） 代
表者李哲范

東京都墨田区両国4-36-
7

春江町営業
所

東京都江戸川区
春江町3-28-5

輸送施設の使用停止
（40日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第２１条第
５項

令和元年10月15日、新規許可を受けたことを端緒として監査を実施。7
件の違反が認められた。(1)健康状態の把握義務違反(旅客自動車運送事
業運輸規則(以下､運輸規則)第21条第5項)､(2)点呼の実施等義務違反(運
輸規則第24条)､(3)乗務記録の記録事項の不備(運輸規則第25条第3項)､
(4)新任運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第36条第2項)､(5)運
転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(6)初任運転者
に対する告示で定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､(7)
整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条)

4 4

乗合バス 2020 10 6

富士急バス株式会社（法
人番号
1090001008495） 代
表者 古屋毅

山梨県南都留郡富士河
口湖町小立4837

本社営業所
山梨県南都留郡
富士河口湖町小
立4837

輸送施設の使用停止
（20日車）

道路運送法第15条第
1項

令和2年1月17日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。3件
の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(道路運送法第15条第
1項)､(2)点呼の実施義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸
規則｣)第24条)､(3)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第
1項)

2 2

貸切バス 2020 10 6
ＪＴＳ株式会社（法人番
号7030001111282）
代表者 孫権威

東京都清瀬市中里4-
1323-3

本社営業所
東京都清瀬市中
里4-1323-3

輸送施設の使用停止
（60日車）

道路運送法第9条の2
第1項

令和元年10月21日及び令和元年11月8日、新規許可を受けたことを端緒
に監査を実施。3件の違反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反
(道路運送法第9条の2第1項)､(2)乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車
運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第21条第1項)､(3)運転者に対する指
導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)

6 6

貨物 2020 10 7
有限会社丸建商事(法人
番号7210002004343) 代
表者田中敬人

福井県福井市狐橋2丁目
103番地

本社営業所
福井県福井市狐
橋2丁目103番地

輸送施設の使用停止
(80日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

令和元年11月5日、関係機関からの情報を端緒として、監査を実施。8
件の違反が認められた。(1)健康診断未受診（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第6項）、(2)点呼の記録義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第5項）、(3)点呼の記録記載事項不備（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第7条第5項）、(4)乗務等の記録記載事項不備
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条）、(5)運行記録計による記録
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、(6)運転者台帳の
作成義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項）、
(7)一般講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第
1項）、(8)事業報告書及び事業実績報告書未提出（貨物自動車運送事業
法第60条第1項）

8 8

貨物 2020 10 8

株式会社 金子流通サー
ビス（法人番号
2040001064138） 代
表者一鍬田 裕実

千葉県香取市佐原二６
２７４

本社
千葉県香取市佐
原二６２７４

事業停止（60日
間）、輸送施設の使
用停止（90日車）

貨物自動車運送事業
法第18条第1項

法令違反の疑いがあることを端緒として、令和元年9月5日、9月6日、9
月11日、12月16日監査を実施。12件の違反が認められた。（1）乗務
時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4
項）、（2）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第6項）、（3）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条）、（4）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第8条第1項）、（5）運転者に対する指導監督違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（6）高齢運転者に対
する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、
（7）高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第2項）、（8）整備管理者の選任違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第13条、道路運送車両法第50条第1項）、
（9）運行管理者の選任違反（貨物自動車運送事業法第18条第1項）、
（10）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1
項）、（11）事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3
項）、（12）自動車に関する表示義務違反（道路運送法第95条）

69 69

貨物 2020 10 8

株式会社 金子運輸流通
倉庫（法人番号
7040001063507） 代
表者一鍬田 裕美

千葉県香取市佐原二６
２７４

本社
千葉県香取市佐
原二６２７４

事業停止（６0日
間）、輸送施設の使
用停止（50日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第13条

 法令違反の疑いがあることを端緒として、令和元年9月11日及び12月
16日、監査を実施。本社営業所について６件の違反が認められた。
（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
3条第4項）、（2）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第7条）、（3）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第8条第1項）、（4）運転者に対する指導監督違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（5）整備管理者の選任違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条、道路運送車両法第50条
第1項）、（6）事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第
3項） 法令違反の疑いがあることを端緒として、令和元年9月11日及
び12月16日、監査を実施。旧茨城営業所について７件の違反が認めら
れた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条第4項）、（2）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条）、（3）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第8条第1項）、（4）運行記録計による記録義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（5）運転者に対する指
導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（６）
整備管理者の選任違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条、道
路運送車両法第50条第1項）、（７）事業計画事前届出違反（貨物自動
車運送事業法第9条第3項）

65 65



貨物 2020 10 8
株式会社 ミユキ（法人
番号3040001063691）
代表者金子 壽子

千葉県香取市佐原二１
３８０

本社
千葉県香取市佐
原二６２７３

輸送施設の使用停止
（80日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第5項

法令違反の疑いがあることを端緒として、令和元年9月11日及び12月16
日、監査を実施。7件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵
守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）点呼の
実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（3）点
呼の記録の改ざん・不実記載（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条
第5項）、（4）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第8条第1項）、（5）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第10条第1項）、（6）事業計画事前届出違反（貨
物自動車運送事業法第9条第3項）、（7）自動車に関する表示義務違反
（道路運送法第95条）

8 8

貨物 2020 10 9

株式会社ジェイ・ワイ・
カーゴ(法人番号
6250001007303） 代
表者田中秀幸

山口県下関市長府扇町
8-20

本社営業所
山口県下関市長
府扇町8-20

輸送施設の使用停止
（110日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
9条第1項、法第17
条第1項及び同条第4
項

令和元年9月30日及び令和2年1月30日、死亡事故を端緒として監査を実
施。11件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反（車庫）
（貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)、(2)乗務時間等告
示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）、(3)疾病、疲労等のおそれのある乗務禁止違反
（安全規則第3条第6項）、(4)点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1
項、第2項及び第3項）、(5)点呼の記録事項義務違反（安全規則第7条
第5項）、(6)乗務等の記録事項義務違反（安全規則第8条第1項）、(7)
運行指示書の記載事項義務違反（安全規則第9条の3第2項）、(8)運転
者台帳の記載事項義務違反（安全規則第9条の5第1項）、(9)運転者に
対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）、(10)特定の運転者
に対する特別な指導義務違反（安全規則第10条第2項）、(11)特定の運
転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）

11 11

貨物 2020 10 9

株式会社フジサービス
（法人番号
9011401007302） 代
表者西岡有子

東京都板橋区坂下3-37-
8

長野営業所
長野県東御市御
牧原2490-3

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項及び
同条第4項

令和元年7月29日、監査実施。5件の違反が認められた。（1）乗務時間
等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）（2）１箇月の拘束時間に関する違反（安全規則第
3条第4項）（3）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項、第2項）
（4）点呼の記録記載不備（安全規則第7条第5項）（5）運転者台帳の
記載不備(安全規則第9条の5第1項）

4 4

乗合バス 2020 10 12

みなと観光バス株式会社
(法人番号
6140001002604) 代表者
松本浩之

兵庫県神戸市東灘区向
洋町東1丁目4

本社
兵庫県神戸市東
灘区向洋町東1丁
目4

輸送施設の使用停止
(10日車)

道路運送法第27条第
3項

令和2年7月13日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対
して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する指導監督義務違
反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

1 1

貨物 2020 10 13
株式会社日新社（法人番
号6180001026624) 代
表者廣瀬太一郎

愛知県名古屋市西区大
金町1-34

本社営業所
愛知県名古屋市
西区大金町1-34

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

令和2年7月15日､死亡事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡1件の違反が認められた｡(1)運転者に対する指導監督義務違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)

0 0

貨物 2020 10 13
今井運送株式会社（法人
番号8240001000950）
代表者今井麻衣子

広島県廿日市市木材港
北13-43

関西営業所
兵庫県尼崎市東
海岸町地先

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和2年9月3日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。1件
の違反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運
転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第3条第4項）

0 0

貨物 2020 10 13

株式会社 関東システム
サービス（法人番号
9030001038078） 代
表者柴田 康夫

埼玉県八潮市木曽根５
５９番５

本社
埼玉県八潮市木
曽根５５９－５

輸送施設の使用停止
（120日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和2年1月23日、監査
を実施。12件の違反が認められた。（1）疾病のおそれのある乗務（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（2）点呼の実施義務違
反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（3）運行記録計に
よる記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（4）
運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10
条第1項）、（5）高齢運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第10条第2項）、（6）初任・高齢運転者に対する適
性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項）、（7）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条の2）、（8）運行管理者に対する指導及び監督違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第22条）、（9）運行管理者の講習受講義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項）、（10）運行管理
補助者の要件違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項）、
（11）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1
項）、（12）事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3
項）

12 12

貨物 2020 10 13

常南通運 株式会社（法
人番号
6040001065768） 代
表者岡野 哲也

千葉県柏市豊四季２５
０番地６

柏支店
千葉県柏市豊四
季２５０番地６

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第2項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年1
月29日、監査を実施。4件の違反が認められた。（1）点呼の記録義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）、（2）運転者に
対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1
項）（3）高齢運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第2項）、（4）初任・高齢運転者に対する適性診断受
診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）

2 2

貨物 2020 10 13

高田運輸 株式会社（法
人番号
2050001035047） 代
表者白岩 幸一

茨城県笠間市押辺字皿
久保２２６８－１

本社
茨城県笠間市押
辺字皿久保２２
６８－１

輸送施設の使用停止
（100日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第5項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和元年8
月8日及び同年9月17日、監査を実施。7件の違反が認められた。（1）
乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第
4項）、（2）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条）、（3）点呼の記録の改ざん・不実記載（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第7条第5項）、（4）乗務等の記録事項違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（5）運転者に対する指導監督
違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（6）定期
点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条）、
（7）事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）

10 10

貨物 2020 10 13

ライゼスト 株式会社
（法人番号
7090001013184） 代
表者石和 嘉幸

山梨県中央市中楯１２
３５

本社
山梨県中央市中
楯１２３５

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和2年8月27日、監査
を実施。4件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）点呼の記録事
項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）、（3）乗務等
の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、
（4）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3
条の2）

0 0

タクシー 2020 10 13 吉立 弘 東京都足立区 個人 東京都足立区
輸送施設の使用停止
（60日車）

ﾀｸｼｰ業務適正化特別
措置法第37条第8項

ﾀｸｼｰ業務適正化特別措置法第37条第3項の規定による適正化事業実施機
関（公益財団法人東京タクシーセンター）に対し、負担金を納付する
義務があるにもかかわらず、平成30年度の負担金を納付せず、令和元
年12月9日付け関自旅二第3934号による負担金納付命令（納付期限令和
2年1月8日）に従わなかったこと。(1)負担金納付命令違反（ﾀｸｼｰ業務
適正化特別措置法第37条第8項)

6 6

貸切バス 2020 10 13

株式会社エフゾーン（法
人番号２４６０３０１０
００１０６） 代表者古
田亜由美

北海道北見市留辺蘂町
旭西２１４番地８

留辺蘂営業
所

北海道北見市留
辺蘂町旭西２１
４番地８

文書警告
道道路運送法第２７
条第３項

令和２年９月１５日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を
端緒として監査を実施。４件の違反が認められた。（１）乗務時間等
の基準の遵守違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規
則」）第２１条第１項）、（２）点呼の記録事項義務違反（運輸規則
第２４条第５項）、（３）運行指示書の記載事項義務違反（運輸規則
第２８条の２第１項）、（４）乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸
規則第３７条第１項）

0 0



貨物 2020 10 14
新生物流有限会社(法人
番号7080402019079) 代
表者正木美喜男

静岡県御前崎市塩原新
田1595-2

本社営業所
静岡県袋井市浅
羽1132番24

輸送施設の使用停止
(25日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和元年12月19日､監査方針に基づき､監査を実施｡5件の違反が認めら
れた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条第4項)､(2)点検整備記録簿等の記録保存義務違反(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第3条の2)､(3)点呼の記録記載事項不備(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(4)運転者台帳の記載事項等不備
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(5)事業報告書及び
事業実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項)

3 3

貨物 2020 10 14
河野運輸有限会社(法人
番号4180002074913) 代
表者河野留紀

愛知県丹羽郡扶桑町大
字柏森字長畑537番地

本社営業所
愛知県丹羽郡扶
桑町大字柏森字
長畑537番地

輸送施設の使用停止
(10日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

令和2年2月26日、監査方針に基づき、監査を実施。6件の違反が認めら
れた。(1)健康診断未受診（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6
項）、(2)点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条
第1項及び第2項）、(3)乗務等の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第8条）、(4)運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第9条）、(5)特定の運転者に対する指導義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、(6)特定の運転者
に対する運転適性診断未受診（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10
条第2項）

1 1

貨物 2020 10 14
有限会社大橋物流(法人
番号2180002080525)
代表者大橋正幸

愛知県稲沢市赤池山中
町118-2

本社営業所
愛知県稲沢市国
府宮4丁目3番12

輸送施設の使用停止
(10日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第1項及び第2項並び
に第3項

令和2年2月10日､労働局からの通報を端緒として､監査を実施｡3件の違
反が認められた｡(1)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)､(2)点呼の記録記載事項不備(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(3)運行指示書の作成義務
違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)

1 1

貨物 2020 10 14

帝国倉庫運輸株式会社
（法人番号
9340001002845） 代
表者前田昭博

鹿児島県鹿児島市谷山
港3-1-24

本社営業所
鹿児島県鹿児島
市谷山港3-1-24

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和2年9月15日、監査実施。4件の違反が認められた。(1)点呼の記録
事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第7
条第5項)、(2)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(3)運
転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(4)運転者に対
する指導監督違反(安全規則第10条第1項)

0 0

乗合バス 2020 10 14

岩手県北自動車株式会社
（法人番号
2400001005014） 代
表者松本順

岩手県盛岡市厨川1丁目
17番18号

盛岡営業所
岩手県盛岡市厨
川1丁目17番18号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年7月30日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、1件の違
反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反（旅客自動車
運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

貨物 2020 10 15

有限会社北摂サービス
（法人番号
3120902009140） 代
表者野田進一

大阪府高槻市富田町4丁
目2番4号

本社営業所
大阪府高槻市富
田町4丁目2番4号

輸送施設の使用停止
（315日車）

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第17
条第4項

平成31年2月7日、同年3月13日、令和元年6月12日、同年7月26日及び
同年9月6日、前回行政処分の違反項目の改善が見受けられなかったこ
とを端緒に監査を実施。17件の違反が認められた。（1）事業計画変更
認可違反【自動車車庫の位置及び収容能力違反】（貨物自動車運送事
業法施行規則（以下「施行規則」）第2条第1項第4号）、（2）事業計
画変更事前届出違反【各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの
数違反】（施行規則第6条第1項第1号）、（3）事業計画変更事後届出
違反【営業所又は荷扱所の名称、位置（利用運送のみに係るもの及び
運輸局長が指定する区域内におけるものに限る。）の変更違反】（施
行規則第7条第1項第3号）、（4）「貨物自動車運送事業の事業用自動
車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（5）
疾病、疲労等のおそれのある乗務（安全規則第3条第6項）、（6）点呼
の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、（7）乗務
等の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第8条）、（8）運行記
録計による記録違反【記録の保存】（安全規則第9条）、（9）運転者
台帳【記載事項等の不備】（安全規則第9条の5第1項）、（10）「貨物
自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督
の指針」（以下「指導監督告示」）による運転者に対する指導及び監
督違反（安全規則第10条第1項）、（11）指導監督告示による運転者に
対する特別な指導及び運転適性診断受診義務違反【運転適性診断の受
診状況】（安全規則第10条第2項）、（12）無車検運行（安全規則第13

32 32

貨物 2020 10 16
岡南運輸株式会社(法人
番号2260001002356）
代表者菅波晃久

岡山県岡山市中区倉富
330-16

真庭営業所
岡山県真庭市下
方951-2

輸送施設の使用停止
（90日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
9条第1項、法第17
条第1項及び同条第4
項

令和元年6月27日及び同年9月24日、情報提供を端緒として監査を実
施。8件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反（車庫）（貨
物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)、(2)乗務時間等告示の
遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3
条第4項）、(3)点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項及び第2
項）、(4)点呼の記録事項義務違反（安全規則第7条第5項）、(5)乗務等
の記録事項義務違反（安全規則第8条第1項）、(6)運転者台帳の記載事
項義務違反（安全規則第9条の5第1項）、(7)整備管理者の研修受講義
務違反（安全規則第15条）、(8)運行管理者の講習受講義務違反（安全
規則第23条第1項）

9 9

貨物 2020 10 19

有限会社開陽総業（法人
番号８４３０００２００
４６２６） 代表者櫻田
磨彦

北海道札幌市厚別区も
みじ台北５丁目７番１
１号

本社営業所

北海道札幌市厚
別区もみじ台北
５丁目７番１１
号

文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項第１
号、法第１７条第４
項

令和２年９月２４日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を
端緒として監査を実施。２件の違反が認められた。（１）乗務時間等
の基準の遵守義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安
全規則」）第３条第４項）、（２）乗務等の記録事項義務違反（安全
規則第８条）

16 0

貨物 2020 10 19

フジセーレック株式会社
(法人番号
1080401017295) 代表者
加藤真二

静岡県袋井市広岡1497-
1

本社営業所
静岡県袋井市広
岡字隅田1497-1

輸送施設の使用停止
(10日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和2年2月3日､監査方針に基づき､監査を実施｡5件の違反が認められ
た｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第4項)､(2)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条第5項)､(3)乗務等の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第8条)､(4)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第2項)､(5)特定の運転者に対する運転適性診断未
受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)

1 1

貨物 2020 10 19
有限会社足立商運(法人
番号6080402022216) 代
表者足立千晃

静岡県袋井市中新田
1102

本社営業所
静岡県袋井市中
新田1102

輸送施設の使用停止
(20日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

令和2年1月21日､監査方針に基づき､監査を実施｡6件の違反が認められ
た｡(1)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)､
(2)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5
項)､(3)運転者台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
9条の5第1項)､(4)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第9条の5第1項)､(5)事業報告書及び事業実績報告書未提出
(貨物自動車運送事業法第60条第1項)､(6)運賃料金変更未届出(貨物自動
車運送事業法第60条第1項)

2 2

貨物 2020 10 19
丸一急配株式会社（法人
番号4180001084616)
代表者辻知宏

愛知県一宮市木曽川町
門間字島海戸53

本社営業所
愛知県一宮市木
曽川町門間字島
海戸52､53

輸送施設の使用停止
(10日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和2年2月17日､監査方針に基づき､監査を実施｡6件の違反が認められ
た｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第4項)､(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第5項)､(4)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第8条)､(6)運行記録計による記録義務違反(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第9条)

1 1



貨物 2020 10 19
有限会社アサイ商事（法
人番号4190002018679)
代表者浅井政彦

三重県桑名郡木曽岬町
大字西対海地132番地2

本社営業所
三重県桑名郡木
曽岬町大字西対
海地133番地1

輸送施設の使用停止
(20日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和2年2月21日、監査方針に基づき、監査を実施。5件の違反が認めら
れた。(1)事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法施行規則第2
条第1項第4号）、(2)乗務時間等基準告示の遵守違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第3条第4項）、(3)健康診断未受診（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第3条第6項）、(4)点呼の実施義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項）、(5)点呼の記録記載事
項不備（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）

2 2

貨物 2020 10 19

環境通信輸送 株式会社
（法人番号
3010801021694） 代
表者清水 健一郎

埼玉県さいたま市大宮
区下町２－６１

埼玉物流
埼玉県行田市若
小玉１２０６－
１

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第5項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年8
月7日、監査を実施。3件の違反が認められた。（1）点呼の記録事項違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）、（2）運転者に対
する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、
（3）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3
条の2）

0 0

タクシー 2020 10 19

合同会社リボン介護タク
シー（法人番号
8080003001807) 代表
者石井直秀

静岡県焼津市五ヶ堀之
内834-3

本社営業所
静岡県焼津市
五ヶ堀之内834-3

輸送施設の使用停止
(100日車）及び文書
警告

旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第5
項

令和2年2月20日、監査方針に基づき、監査を実施。7件の違反が認めら
れた。(1)健康診断未受診（旅客自動車運送事業運輸規則第21条第5
項）、(2)点呼の実施義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第24条第
1項及び第2項）、(3)点呼の記録記載事項不備（旅客自動車運送事業運
輸規則第24条第5項）、(4)乗務等の記録義務違反（旅客自動車運送事
業運輸規則第25条第3項）、(5)乗務員台帳の記載事項等不備（旅客自
動車運送事業運輸規則第37条第1項）、(6)無車検運行（旅客自動車運
送事業運輸規則第45条）、(7)定期点検未実施（旅客自動車運送事業運
輸規則第45条）

10 10

乗合バス 2020 10 19
南海バス株式会社(法人
番号4120001098852)
代表者鈴木一明

大阪府大阪市中央区難
波5丁目1番60号

泉北
大阪府堺市南区
桃山台1丁23番地
2

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年9月3日に労基通報を端緒として監査を実施。1件の違反が認め
られた。乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則第21
条第1項)

0 0

貨物 2020 10 20
株式会社星川産業(法人
番号1240001032109）
代表者梶田紀子

広島県福山市曙町4丁目
4-16

本社
広島県福山市曙
町4丁目4-16

文書警告
貨物自動車運送事業
法第9条第3項前段

令和2年9月25日及び同年10月20日、衝突事故を端緒として監査を実
施。1件の違反が認められた。事業計画の変更事前届出違反（自動車の
種別ごとの数）（貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1号）

0 0

乗合バス 2020 10 20

東急バス株式会社（法人
番号：
5013201004029） 代
表者 山口哲生

東京都目黒区東山3-8-1
東山田営業
所

神奈川県横浜市
都筑区東山田4-
35-1

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和2年7月27日及び令和2年7月29日、死亡事故を引き起こしたことを
端緒に監査を実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監
督等義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

貨物 2020 10 21

有限会社ＡＫロジシステ
ム（法人番号
8130002010514） 代
表者安藤正純

京都府京都市右京区西
京極東大丸町10番地の1

本社営業所
京都市右京区西
京極東大丸町10
番地の1

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和2年8月28日及び同年9月9日、労働局からの通報を端緒に監査を実
施。4件の違反が認められた。(1)乗務等の記録違反【記録】（貨物自動
車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第8条）、(2)乗務等の記録
違反【記載事項等の不備】（安全規則第8条）、(3)運行記録計による記
録違反【記録】（安全規則第9条）、(4)「貨物自動車運送事業者が事業
用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に
対する特別な指導及び運転適性診断受診義務違反【運転適性診断の受
診状況】（安全規則第10条第2項）

0 0

貨物 2020 10 21

西部建材運輸株式会社
(法人番号
1250001005749） 代
表者植木達朗

山口県下関市長府扇町
8-33

本社営業所
山口県下関市長
府扇町8-33

輸送施設の使用停止
（20日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
9条第1項、法第17
条第4項及び法第60
条第1項

令和元年7月2日、同年7月31日及び同年10月15日、情報提供を端緒と
して監査を実施。7件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反
（休憩・睡眠施設）（貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第5
号）、(2)点呼の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以
下「安全規則」）第7条第5項）、(3)点呼の記録事項義務違反（安全規
則第7条第5項）、(4)運転者台帳の記載事項義務違反（安全規則第9条
の5第1項）、(5)特定の運転者に対する特別な指導義務違反（安全規則
第10条第2項）、(6)特定の運転者に対する適性診断受診義務違反（安
全規則第10条第2項）、(7)事業報告義務違反（法第60条第1項）

2 2

タクシー 2020 10 21
ユニオン株式会社(法人
番号2130001029494)
代表者中村良三

京都府京都市南区上鳥
羽苗代町30番地

本社
京都府京都市南
区上鳥羽苗代町
30番地

文書警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(駐
停車違反)が、過去一年以内に3件に達した。「旅客自動車運送事業者
が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運
転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第
1項)

0 0

タクシー 2020 10 21
有限会社古都交通(法人
番号2130002020948)
代表者大森勝治

京都府京都市西京区
牛ヶ瀬堂田町507

本社
京都府京都市西
京区牛ヶ瀬堂田
町507

文書警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(駐
停車違反)が、過去一以内に3件に達した。「旅客自動車運送事業者が
事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転
者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1
項)

0 0

タクシー 2020 10 21

国際自動車株式会社（法
人番号
8010801018901） 代
表者牛久恭文

東京都江東区東雲二丁
目6番1号

台東営業所
東京都台東区橋
場二丁目20番13
号

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第３８条第
１項

令和2年10月21日、駐停車違反があった旨公安委員会からの通知を端緒
として調査を実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監
督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

貨物 2020 10 22
ミナト運輸株式会社(法
人番号4080401017417)
代表者岩崎好男

静岡県袋井市松原1580-
1

本社営業所
静岡県袋井市松
原字神前1602番1

輸送施設の使用停止
(30日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和2年2月13日､死亡事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡9件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)点呼の実施義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)､(3)点呼
の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(4)
乗務等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､
(5)事故の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の
2)､(6)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9
条の3第1項)､(7)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第9条の5第1項)､(8)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(9)一般講習受講義務違反(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)

3 3

貨物 2020 10 22
磐田運送株式会社(法人
番号6080401017118) 代
表者岡村光明

静岡県袋井市堀越518-4 掛川営業所
静岡県掛川市富
部字原下7

輸送施設の使用停止
(40日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第3号

令和2年2月5日､重傷事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡6件の違反が認められた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運
送事業法施行規則第2条第1項第3号)､(2)事業計画の変更認可違反(貨物
自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)､(3)点呼の実施義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(4)運転者台
帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1
項)､(5)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第1項)､(6)運行管理者に対する指導監督義務違反(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第22条)

4 4

貨物 2020 10 22
株式会社トラビス(法人
番号8270001004453）
代表者山本修二

鳥取県米子市河岡69-11 本社営業所
鳥取県米子市河
岡69-11

輸送施設の使用停止
（30日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項及び
同条第4項

令和元年5月17日及び同年7月19日、死亡事故を端緒として監査を実
施。7件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、(2)点呼
の実施義務違反（安全規則第7条第1項、第2項及び第3項）、(3)点呼の
記録事項義務違反（安全規則第7条第5項）、(4)乗務等の記録事項義務
違反（安全規則第8条第1項）、(5)運行記録計による記録義務違反（安
全規則第9条）、(6)特定の運転者に対する特別な指導義務違反（安全規
則第10条第2項）、(7)特定の運転者に対する適性診断受診義務違反
（安全規則第10条第2項）

3 3



貨物 2020 10 22
西部運輸株式会社(法人
番号1240001031060）
代表者横山立

広島県福山市箕沖町
105-17

山口支店
山口県山口市鋳
銭司字鋳銭司団
地南1184-15

輸送施設の使用停止
（50日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項及び
同条第4項

令和元年10月24日及び同年11月19日、死亡事故を端緒として監査を実
施。4件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、(2)疾
病、疲労等のおそれのある乗務禁止違反（安全規則第3条第6項）、(3)
点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項及び第2項）、(4)運転者に
対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）

10 5

タクシー 2020 10 22

新星ハイヤー株式会社
（法人番号７４５０００
１００４６６７） 代表
者横山悠紀雄

北海道深川市２条７番
４号

本社営業所
北海道深川市２
条７番

輸送施設の使用停止
（１６０日車）及び
文書警告

道路運送法（以下
「法」）第１５条第
１項、法第２７条第
３項

令和２年１月１４日、労働局からの通報等を端緒として監査を実施。
９件の違反が認められた。（１）事業計画の変更認可義務違反（道路
運送法第１５条第１項）、（２）疾病・疲労等のおそれのある乗務
（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第２１条第５
項）、（３）点呼の実施義務違反（運輸規則第２４条第１項、第２
項）、（４）点呼の記録の改ざん・不実記載（運輸規則第２４条第５
項）、（５）乗務等の記録の改ざん・不実記載（旅客自動車運送事業
運輸規則第２５条第３項、第４項）、（６）事故の記録事項義務違反
（運輸規則第２６条の２）、（７）乗務員台帳の記載事項義務違反
（運輸規則第３７条第１項）、（８）運転者に対する指導監督義務違
反（運輸規則第３８条第１項）、（９）書類の適切管理義務違反（運
輸規則第６９条）

16 16

タクシー 2020 10 22

株式会社グリーンキャブ
（法人番号
2011101023399） 代
表者高野公秀

東京都新宿区戸山3-15-
1

本社営業所
東京都新宿区戸
山3-15-1

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第３８条第
１項

令和2年10月22日、駐停車違反があった旨公安委員会からの通知を端緒
として調査を実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監
督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

乗合バス 2020 10 23

株式会社オー・ティー・
ビー(法人番号
3040001076933) 代表
者山下泰司

東京都江戸川区一之江
八丁目4番5号

関西営業所
兵庫県神戸市西
区枝吉4丁目189

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年9月1日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対
して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する指導監督義務違
反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

2 0

貨物 2020 10 26

青森定期自動車株式会社
（法人番号
4420001000201） 代
表者齋藤武男

青森県青森市大字荒川
字成瀬14番地6号

八戸支店
青森県八戸市大
字市川町字向谷
地前64-1

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和2年9月25日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、1件の違
反が認められた｡（1）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第7条第1項、第2項、第3項）

2 0

貨物 2020 10 26
大東実業株式会社（法人
番号4011401003990）
代表者石上恒明

東京都板橋区新河岸1丁
目7番2号

横手営業所
秋田県横手市外
目字三ツ塚山45-
1

輸送施設の使用停止
（50日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第8
条第1項、法第17条
第1項及び法第17条
第4項

令和元年11月14日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、4件の
違反が認められた｡（1）自動車車庫の位置及び収容能力違反[営業所と
の距離]（貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号）、（2）乗
務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下｢
安全規則｣）第3条第4項）、（3）点呼の実施義務違反（安全規則第7条
第1項、第2項）、（4）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第
10条第1項）

5 5

貨物 2020 10 26
株式会社髙晋(法人番号
1210001016923) 代表
者髙岡晋一

福井県鯖江市水落町5字
歩代田下20番地1

本社営業所
福井県鯖江市水
落町5字歩代田下
20番地1

輸送施設の使用停止
(10日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

令和2年2月25日､重傷事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡4件の違反が認められた｡(1)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第6項)､(2)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(3)特定の運転者に対する指導義
務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(4)特定の運転
者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10
条第2項)

1 1

貨物 2020 10 26
有限会社みやび運輸（法
人番号8350002013370
） 代表者佐藤律子

宮崎県西臼杵郡高千穂
町大字三田井1562-1

本社営業所
宮崎県西臼杵郡
高千穂町大字三
田井1562-1

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

令和2年7月27日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)過積載運送
(貨物自動車運送事業法第17条第3項)

59 6

貨物 2020 10 26

有限会社 廣井運送（法
人番号
8012402020583） 代
表者廣井 満里奈

東京都三鷹市新川２－
１４－３３

本社
東京都三鷹市新
川２－１４－３
３

事業停止（30日
間）、輸送施設の使
用停止（30日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第18条
第1項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、平成30年10月18日及び
令和元年6月25日、監査を実施。8件の違反が認められた。（1）乗務時
間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4
項）、（2）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第7条）、（3）乗務等の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第8条第1項）、（4）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第9条）、（5）運転者に対する指導監督違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（6）定期点検整
備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条）、（7）運行
管理者の選任違反（貨物自動車運送事業法第18条第1項）、（8）運行
管理者の解任届出違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条）

33 33

タクシー 2020 10 26

有限会社中川タクシー
（法人番号
3190002002106) 代表
者中川博

三重県津市垂水1348番
地

本社営業所
三重県津市垂水
1348番地

輸送施設の使用停止
(80日車)及び文書警
告

旅客自動車運送事業
運輸規則第19条の2

令和2年1月29日、監査方針に基づき、監査を実施。12件の違反が認め
られた。(1)損害賠償保険締結義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第
19条の2)､(2)乗務時間等基準告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸
規則第21条第1項)､(3)健康診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第
21条第5項)､(4)点呼の実施義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24
条第1項及び第2項)､(5)点呼の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運
輸規則第24条第5項)､(6)乗務等の記録記載事項不備(旅客自動車運送事
業運輸規則第25条第3項)､(7)乗務員台帳の作成､備付義務違反(旅客自動
車運送事業運輸規則第37条第1項)､(8)乗務員台帳の記載事項等不備(旅
客自動車運送事業運輸規則第37条第1項)､(9)特定の運転者に対する指導
義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)､(10)特定の運転者
に対する運転適性診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2
項)､(11)定期点検未実施(旅客自動車運送事業運輸規則第45条)､(12)補
助者の要件違反(旅客自動車運送事業運輸規則第47条の9第3項)

8 8

貸切バス 2020 10 26
千里山バス株式会社(法
人番号1120901007106)
代表者白坂幾代

大阪府摂津市東別府3丁
目8番32号

兵庫営業所
兵庫県尼崎市西
長洲町3丁目6番6
号

文書警告
道路運送法(以下
「法」)第15条第3項

令和2年10月1日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。事業計画の事前変更届出違反（法第15条第3項）

3 1

貨物 2020 10 27
三和陸運株式会社（法人
番号1290001020273）
代表者井上博保

福岡県福岡市西区泉1-
2-2

都城営業所
宮崎県都城市立
野町3674-1

輸送施設の使用停止
（20日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項第1号、
法第17条第4項

令和2年7月9日、監査実施。7件の違反が認められた。(1)乗務時間等の
基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)
第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(3)乗務等の記
録事項義務違反(安全規則第8条)、(4)運行指示書に係る（作成、指示、
携行）義務違反(安全規則第9条の3第1項)、(5)運転者台帳の記載事項義
務違反(安全規則第9条の5第1項)、(6)運転者に対する指導監督違反(安
全規則第10条第1項)、(7)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督
の記録保存違反(安全規則第10条第1項)

2 2

貨物 2020 10 27
株式会社眞永（法人番号
5230001015127）代表
者真井紀男

富山県高岡市木津1502
番地10

本社営業所

富山県高岡市中
保1388番地モン
テーニュⅡ105号
室

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項及び
同条第4項

平成30年10月12日、監査実施。2件の違反が認められた。（1）乗務時
間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全
規則」）第3条第4項）（2）点呼の記録義務違反（安全規則第7条第5
項）

2 2



貨物 2020 10 27

有限会社 正和運輸（法
人番号
5050002043541） 代
表者小島 勝利

茨城県筑西市宮後２１
５８－１３

本社
茨城県筑西市宮
後２１５８－１
３

輸送施設の使用停止
（70日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の4

法令違反の疑いがあることを端緒として、令和2年1月23日及び同年2月
18日、監査を実施。7件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の
遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）疾病
のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6
項）、（3）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第7条）、（4）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第1項）、（5）初任運転者に対する指導監督違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（6）事業計画の
変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、（7）事業計画事
後届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）

7 7

貨物 2020 10 27

株式会社 テクノトラン
スサービス（法人番号
9030001096596） 代
表者髙橋 洋平

埼玉県三郷市南蓮沼５
８９－１

本社
埼玉県三郷市南
蓮沼５８９－１

輸送施設の使用停止
（150日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条

過積載運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和元
年9月13日、監査を実施。9件の違反が認められた。（1）乗務時間等告
示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）
過積載運送（貨物自動車運送事業法第17条第3項）、（3）点呼の実施
義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（4）乗務等
の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、
（5）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第9条）、（6）運行記録計による記録の改ざん・不実記録（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第9条）、（7）運転者に対する指導監督違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（8）事業計画
の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、（9）運賃及び
料金の未届出（貨物自動車運送事業報告規則第2条の2）

15 15

貨物 2020 10 27
株式会社 山紀（法人番
号4021001015741）
代表者佐藤 勝利

神奈川県相模原市中央
区上溝４３番地

埼玉
埼玉県久喜市北
青柳１４３３－
１

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

救護措置義務違反があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、
令和2年1月10日、監査を実施。2件の違反が認められた。（1）乗務時
間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4
項）、（2）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第1項）

2 2

貨物 2020 10 27

長谷川システム輸送 株
式会社（法人番号
7030001037156） 代
表者長谷川 三男

埼玉県三郷市彦川戸１
－１６３

本社
埼玉県三郷市彦
川戸１－１６３

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年1
月17日、監査を実施。6件の違反が認められた。（1）疾病のおそれの
ある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（2）運転
者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条
第1項）、（3）初任・高齢運転者に対する指導監督違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（4）高齢運転者に対する適性
診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、
（5）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3
条の2）、（6）事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第
3項）

4 4

貨物 2020 10 27

あすか運送 有限会社
（法人番号
5030002040458） 代
表者細田 昭久

埼玉県南埼玉郡菖蒲町
三箇２２９９－２

本社
埼玉県南埼玉郡
菖蒲町三箇２２
９９－２

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和2年1月15日、監査
を実施。9件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）点呼の実施義
務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（3）乗務等の
記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（4）
運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9
条）、（5）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第1項）、（6）初任運転者に対する適性診断受診義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（7）運行管理
者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1
項）、（8）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1
項）、（9）運賃及び料金の未届出（貨物自動車運送事業報告規則第2
条の2）

4 4

貨物 2020 10 27

エクスプレス勝運 有限
会社（法人番号
2070002033114） 代
表者鈴木 誠

群馬県館林市上三林町
４４－１

本社
群馬県館林市上
三林町字谷中４
４－１

輸送施設の使用停止
（140日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

死亡事故を引き起こしたことを端緒として、令和2年2月14日及び同年5
月28日、監査を実施。10件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示
の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）疾
病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6
項）、（3）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第7条）、（4）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第8条第1項）、（5）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第9条）、（6）運転者に対する指導監督違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（7）初任運転者
に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項）、（8）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第10条第2項）、（9）事業計画の変更認可違反
（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、（10）事業計画事前届出違反
（貨物自動車運送事業法第9条第3項）

14 14

タクシー 2020 10 27

関西中央旅客守口株式会
社(法人番号
8120001160039) 代表
者高月英作

大阪府守口市佐太東町1
丁目13番9号

本社
大阪府守口市佐
太東町1丁目13番
9号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法108条の34の規定に基づく通知件数(放置
駐車違反)が過去一年以内に3件に達した。「旅客自動車運送事業者が
事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転
者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1
項)

14 0

タクシー 2020 10 27

ナショナルタクシー株式
会社(法人番号
2120001015801) 代表
者照屋勝晴

大阪府大阪市城東区成
育2丁目8番3号

放出
大阪府大阪市鶴
見区放出東3丁目
36番6号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法108条の34の規定に基づく通知件数(放置
駐車違反)が過去一年以内に3件に達した。「旅客自動車運送事業者が
事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転
者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1
項)

0 0

タクシー 2020 10 27
日本交通株式会社(法人
番号8120001049042) 代
表者澤志郎

大阪府大阪市西区新町3
丁目14番13号

本社
大阪府大阪市西
区新町3丁目16番
26号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法108条の34の規定に基づく通知件数(放置
駐車違反)が過去一年以内に3件に達した。「旅客自動車運送事業者が
事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転
者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1
項)

1 0

タクシー 2020 10 27

平和タクシー株式会社
(法人番号
3120101006352) 代表
者後藤光男

大阪府堺市堺区南島町4
丁153番地

本社
大阪府堺市堺区
南島町4丁153番
地

文書警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法108条の34の規定に基づく通知件数(放置
駐車違反)が過去一年以内に3件に達した。「旅客自動車運送事業者が
事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転
者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1
項)

0 0

タクシー 2020 10 27
平安興業株式会社（法人
番号7030001112462）
代表者劉磊

東京都足立区保木間5-
22-23

東京営業所
東京都足立区保
木間5丁目22番23
号

輸送施設の使用停止
（50日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第２１条第
５項

令和元年11月18日及び令和元年12月16日、新規許可を受けたことを端
緒として監査を実施。4件の違反が認められた。(1)健康状態の把握義務
違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第21条第5項)､(2)点
呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)､(3)運転者に対する指導
監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(4)定期点検整備の未実施(道路運
送車両法第48条)

5 5

タクシー 2020 10 27

株式会社イースター（法
人番号
2011101055203） 代
表者金義錫

東京都葛飾区水元4丁目
23-9

本社営業所
東京都葛飾区水
元4丁目23-9

輸送施設の使用停止
（60日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第２１条第
５項

令和元年11月29日、新規許可を受けたことを端緒として監査を実施。2
件の違反が認められた。(1)営業区域外運送違反(道路運送法第20条)､
(2)健康状態の把握義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第5項)

6 6



貸切バス 2020 10 27
株式会社テイ商事（法人
番号1011802021116）
代表者 程国文

東京都千代田区神田和
泉町1-8-2-305

足立営業所
東京都足立区辰
沼2-16-25 第5
寿ハイツ203室

輸送施設の使用停止
（230日車）

道路運送法第9条の2
第1項

令和元年10月15日、令和元年10月23日、令和元年11月15日及び令和元
年12月18日、新規許可を受けたことを端緒に監査を実施。11件の違反
が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2第1
項)､(2)運送引受書の記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則(以
下｢運輸規則｣)第7条の2第1項)､(3)疾病のおそれのある乗務(運輸規則第
21条第5項)､(4)点呼の実施等義務違反(運輸規則第24条)､(5)乗務等の記
録の記録事項不備(運輸規則第25条第2項)､(6)運行記録計による記録義
務違反(運輸規則第26条第1項)､(7)運行指示書の記載事項不備(運輸規則
第28条の2第1項)､(8)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第
38条第1項)､(9)初任運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38
条第2項)､(10)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38
条第2項)､(11)定期点検整備等の未実施(運輸規則第45条第1項)

23 23

貸切バス 2020 10 27

株式会社コムウェル（法
人番号
4011301004404） 代
表者 山川寅彦

東京都杉並区阿佐谷南
3-6-1

東久留米営
業所

東京都東久留米
市柳窪4-7-9

輸送施設の使用停止
（60日車）

道路運送法第20条

令和元年12月10日及び令和元年12月13日、定期的な監査を実施。6件
の違反が認められた。(1)営業区域外旅客運送(道路運送法第20条)､(2)
乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規
則｣)第21条第1項)､(3)疾病のおそれのある乗務(運輸規則第21条第5項)､
(4)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)､(5)運行指示書の記
載事項不備(運輸規則第28条の2第1項)､(6)運転者に対する指導監督等義
務違反(運輸規則第38条第1項)

6 6

貸切バス 2020 10 27

京成バスシステム株式会
社（法人番号
4040001021590） 代
表者 宮本貴史

千葉県船橋市栄町1-10-
10

本社営業所
千葉県船橋市栄
町1-10-10

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和2年8月17日及び令和2年8月21日、労働局からの通知を端緒に監査
を実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反
(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

貸切バス 2020 10 27
株式会社根本運送（法人
番号8050001017634）
代表者 根本俊美

茨城県つくば市大曽根
3650-1

本社営業所
茨城県つくば市
大曽根3650-1

輸送施設の使用停止
（140日車）

道路運送法第9条の2
第1項

令和元年11月12日及び令和元年12月13日、定期的な監査を実施。9件
の違反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法(以下｢
運送法｣)第9条の2第1項)､(2)事業計画の変更認可違反(運送法第15条第1
項)､(3)運送引受書の記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則(以
下｢運輸規則｣)第7条の2第1項)､(4)点呼の実施等義務違反(運輸規則第24
条)､(5)乗務等の記録の記録事項不備(運輸規則第25条第2項)､(6)運行指
示書の記載事項不備(運輸規則第28条の2第1項)､(7)運転者に対する指導
監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(8)定期点検整備等の未実施(運輸
規則第45条)､(9)休憩､仮眠又は睡眠のための施設の変更届出(道路運送
法施行規則第66条第1項第6号)

14 14

貨物 2020 10 28
合名会社読谷運輸（法人
番号9360003003971）
代表者嶺井政邦

沖縄県読谷村字座喜味
3152番地

本社営業所
沖縄県読谷村字
座喜味3152番地

輸送施設の使用停止
（65日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項、同
条第4項

令和2年9月9日、適性化実施機関が行った巡回指導の評価結果を端緒に
監査実施。4件の違反が認められた。(1)日常点検の未実施(貨物自動車
運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」）第3条の2）、(2)点呼の実施
義務違反(安全規則第7条第1項～第3項）、(3)点呼記録の不実記載(安全
規則第7条第5項)、(4)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(安全
規則第10条第2項)

7 7

タクシー 2020 10 28

株式会社帝産キャブ仙台
（法人番号
1370001005596） 代
表者菊地一男

宮城県仙台市宮城野区
扇町3丁目9番11号

本社営業所
宮城県仙台市宮
城野区扇町3丁目
9番11号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年10月28日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実施した
結果、1件の違反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

タクシー 2020 10 28

株式会社ユニ・メディア
（法人番号
5370001001261） 代
表者菅野德彦

宮城県仙台市泉区黒松2
丁目20番14号

本社営業所
宮城県仙台市泉
区山の寺1丁目
71-1

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年10月28日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実施した
結果、1件の違反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

タクシー 2020 10 28

玉造タクシー有限会社
(法人番号
8280002003032） 代
表者小玉学

島根県松江市玉湯町玉
造字青木原40番地2

玉造営業所
島根県松江市玉
湯町玉造字青木
原40番地2

輸送施設の使用停止
（111日車）及び文書
警告

道路運送法第27条第
3項

令和元年7月18日及び令和2年5月26日、情報提供を端緒として監査を実
施。9件の違反が認められた。(1)点呼の実施義務違反（旅客自動車運送
事業運輸規則（以下「運輸規則」）第24条第1項及び第2項）、(2)アル
コール検知器の常時有効性保持義務違反（運輸規則第24条第4項）、
(3)点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条第5項）、(4)乗務等の記
録事項義務違反（運輸規則第25条第3項）、(5)特定の運転者に対する
特別な指導義務違反（運輸規則第38条第2項）、(6)特定の運転者に対
する適性診断受診義務違反（運輸規則第38条第2項）、(7)事業用自動
車の定期点検整備義務違反（運輸規則第45条第1号）、(8)運行管理補
助者の要件違反（運輸規則第47条の9第3項）、(9)運行管理者の講習受
講義務違反（運輸規則第48条の4第1項）

12 12

タクシー 2020 10 29
柳木交通株式会社（法人
番号8180001021177)
代表者梅村渉

愛知県名古屋市南区要
町4丁目10番地1号

本社営業所
愛知県名古屋市
南区要町4丁目10
番地1号

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和2年9月18日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として、監査を
実施。2件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反
(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)､(2)運転者に対する指導監
督記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

1 0

タクシー 2020 10 29

東大阪オーケー株式会社
(法人番号
6122001014713) 代表
者永利康男

大阪府東大阪市若江東
町4丁目5番5号

本社
大阪府東大阪市
若江東町4丁目5
番5号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法108条の34の規定に基づく通知件数(駐停
車違反)が過去一年以内に3件に達した。「旅客自動車運送事業者が事
業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者
に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

1 0

タクシー 2020 10 29
南タクシー株式会社(法
人番号4120001018967)
代表者大岡理人

大阪府大阪市生野区鶴
橋3丁目5番35号

本社
大阪府大阪市生
野区鶴橋3丁目5
番35号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年10月2日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対
して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する指導監督義務違
反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

4 0

タクシー 2020 10 29

国際自動車株式会社（法
人番号
8010801018901） 代
表者牛久恭文

東京都江東区東雲二丁
目6番1号

東雲営業所
東京都江東区東
雲二丁目6番1号2
階

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第３８条第
１項

令和2年10月29日、駐停車違反があった旨公安委員会からの通知を端緒
として調査を実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監
督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

貨物 2020 10 30
有限会社輝北運輸（法人
番号5340002025312）
代表者森義之

鹿児島県鹿屋市輝北町
市成3377-1

本社営業所
鹿児島県鹿屋市
輝北町市成3377-
1

輸送施設の使用停止
（90日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
8条第1項、法第17
条第1項第1号、法第
17条第4項、法第24
条

令和2年6月23日、監査実施。8件の違反が認められた。(1)事業計画(配
置車両数)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法(以下｢
法｣)第8条第1項)、(2)疾病、疲労等のおそれのある乗務(貨物自動車運
送事業輸送安全規則(以下｢安全規則｣)第3条第6項)、(3)点呼の記録事項
義務違反(安全規則第7条第5項)、(4)乗務等の記録事項義務違反(安全規
則第8条)、(5)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1
項)、(6)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(7)特定
運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(8)自動
車事故報告規則に規定する事故届出違反(法第24条)

9 9

タクシー 2020 10 30

有限会社ひろせ川交通
（法人番号
4370002017464） 代
表者川内由信

宮城県仙台市太白区茂
庭字熊野1番地の2

本社営業所
宮城県仙台市太
白区茂庭字熊野1
番地の2

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年10月30日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実施した
結果、1件の違反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

タクシー 2020 10 30

日の丸交通株式会社（法
人番号
3010001144081） 代
表者富田和孝

東京都文京区後楽1-1-8
世田谷営業
所

東京都世田谷区
南烏山1-1-18

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第３８条第
１項

令和2年10月30日、駐停車違反があった旨公安委員会からの通知を端緒
として調査を実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監
督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0



貨物 2020 11 2
株式会社入丸(法人番号
9180001077409)  代表
者丸子三十四

愛知県春日井市前並町2
丁目11番地の21

犬山配車セ
ンター

愛知県犬山市字
的場12番5

輸送施設の使用停止
(120日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第6条第1
項第1号

令和元年11月27日、監査方針に基づき、監査を実施。7件の違反が認め
られた。(1)配置車両数違反（貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1
項第1号）、(2)健康診断未受診（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3
条第6項）、(3)点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第7条第1項及び第2項並びに第3項）、(4)点呼の記録不実記載（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）、(5)乗務等の記録記載事項不
備（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条）、(6)運行指示書の作成義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項）、(7)運行
管理者に対する指導監督義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第22条）

14 12

貨物 2020 11 2

株式会社小田平建設（法
人番号
8340001011723） 代
表者小田平清孝

鹿児島県出水市武本
513-1

本社営業所
鹿児島県出水市
武本字湯原川原
513-1

輸送施設の使用停止
（20日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第4項、法第24
条の4

令和2年2月3日、監査実施。5件の違反が認められた。(1)点呼の記録義
務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第7条
第5項)、(2)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、
(3)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(4)運転者に
対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反(安全規則第10条第
1項)、(5)損害賠償責任保険（共済）締結義務違反（貨物自動車運送事
業施行規則第14条第3号）

2 2

タクシー 2020 11 2

有限会社泉中央タクシー
（法人番号
4370002018165） 代
表者目黒勝己

宮城県仙台市泉区市名
坂字楢町201番地の10

本社営業所
宮城県仙台市泉
区市名坂字楢町
201番地の10

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年11月2日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実施した
結果、1件の違反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

6 0

タクシー 2020 11 2

あかがねタクシー株式会
社（法人番号
3500001018376) 代表
者妹尾次郎

愛媛県新居浜市中筋町1
丁目15-25

本社営業所
愛媛県新居浜市
中筋町1丁目15-
25

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年9月15日、労働局と合同で監査を実施したところ、3件の違反が
確認された。(1)乗務員台帳について定められた事項の記録が不適切で
あったこと（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第37
条第1項）、(2)運転者に対する点呼が確実になされていなかったこと
（運輸規則第24条第1項、第2項）、(3)運転者の過労防止に関する措置
が不適切であり、所定の拘束時間の限度を超えて乗務していた者が
あったこと（運輸規則第21条第1項）

0 0

貨物 2020 11 4
羽後運送株式会社（法人
番号4410001000680）
代表者一戸幸恵

秋田県秋田市向浜1丁目
5番16号

本社営業所
秋田県秋田市向
浜1丁目5番16号

事業の全部停止（30
日）、輸送施設の使
用停止（60日車）、
文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項、法第17条
第4項、第18条第1
項、法第18条第3項

令和2年1月22日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として監査を実
施した結果、8件の違反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第3条第4
項）、（2）点呼の記録義務違反（安全規則第7条第5項）、（3）点呼
の記録事項義務違反（安全規則第7条第5項）、（4）運転者に対する指
導監督義務違反（安全規則第10条第1項）、（5）事故惹起運転者及び
初任運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第2項）、
（6）事故惹起運転者及び初任運転者に対する適性診断受診義務違反
（安全規則第10条第2項）、（7）運行管理者の選任違反（安全規則第
18条第1項）、（8）運行管理者の選任（解任）未届出違反（安全規則
第19条）

36 36

貨物 2020 11 4

山梨高尾貨物 株式会社
（法人番号
60900020066750生沼
芳清

山梨県甲斐市万才７４
１－１

本社
山梨県甲斐市万
才７４１－１

輸送施設の使用停止
（270日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の2

法令違反の疑いがあることを端緒として、令和元年12月5日、同年12月
6日、令和2年1月8日及び同年1月27日、監査を実施。 14件の違反が
認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第4項）、（2）乗務時間等告示なお書きの遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（3）疾病のおそれ
のある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（4）点
呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、
（5）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第9条）、（6）運行指示書の作成義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第9条の3）、（7）運転者に対する指導監督違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（8）初任運転者に対する適
性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項）、（9）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条の2）、（10）運行管理者に対する指導及び監督違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第22条）、（11）運行管理者の選任違反
（貨物自動車運送事業法第18条第1項）、（12）運行管理補助者の要件
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項）、（13）運行管
理者の選任（解任）届出違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第19
条）、（14）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第
1項）

27 27

貨物 2020 11 4
金井運送 株式会社（法
人番号60600010117610
金井 建一

栃木県那須塩原市渡辺
３－７８

本社
栃木県那須塩原
市渡辺３－７９

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

行政処分等を受けたにもかかわらず改善が認められないことを端緒と
して、令和2年2月5日及び同年3月11日、監査を実施。2件の違反が認め
られた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第3条第4項）、（2）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第10条第1項）

3 3

貨物 2020 11 4

株式会社 エフ・ロジス
ティクス（法人番号
60200011091470鈴木
常藏

神奈川県横浜市金沢区
柳町３４－１８

本社
神奈川県横浜市
鶴見区大黒ふ頭
１５

輸送施設の使用停止
（80日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和2年2月7日、監査を
実施。10件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）疾病のおそれのあ
る乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（3）点呼の
記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）、（4）
乗務等の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1
項）、（5）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第1項）、（6）初任運転者に対する指導監督違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（7）初任運転者に対
する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条
第2項）、（8）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第3条の2）、（9）整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第3条の4）、（10）運行管理者に対する指導及
び監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条）

8 8

貨物 2020 11 4

有限会社 松丸運送店
（法人番号
70400020254480松丸
隆一

千葉県船橋市大神保町
１３４９－２

本社
千葉県船橋市大
神保町１３４９
－２

輸送施設の使用停止
（170日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の2

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年2
月12日、監査を実施。12件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示
の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）疾
病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6
項）、（3）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第7条）、（4）乗務等の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第8条第1項）、（5）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第9条）、（6）運転者に対する指導監督違反等
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（7）事故惹起・
高齢運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第10条第2項）、（8）事故惹起・高齢運転者に対する適性診断受診義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（9）定期
点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2）、
（10）事故の未報告（貨物自動車運送事業法第24条、自動車事故報告
規則第3条第1項）、（11）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送
事業法第9条第1項）、（12）運賃及び料金の未届出（貨物自動車運送
事業報告規則第2条の2）

17 17



貨物 2020 11 4

有限会社 須田町運送
（法人番号
70114020170460西宮
孝昭

東京都板橋区徳丸４－
１２－１３

本社

東京都板橋区徳
丸４－１２－１
３菊池第一マン
ション１０３号
室

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和2年2月4日、監査を
実施。5件の違反が認められた。（1）疾病のおそれのある乗務（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（2）運転者に対する指導
監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（3）運
行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第23
条第1項）、（4）運行管理者の選任（解任）届出違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第19条）、（5）報告義務違反（貨物自動車運送事
業報告規則第2条）

4 4

貨物 2020 11 4
根本運送 株式会社（法
人番号10400010196870
星野 勝美

千葉県船橋市潮見町２
０－２

本社
千葉県船橋市潮
見町２０－２

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

重傷事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年2
月18日及び同年3月10日、監査を実施。7件の違反が認められた。（1）
乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第
4項）、（2）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条）、（3）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第1項）、（4）高齢運転者に対する指導監督違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（5）高齢運転
者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第10条第2項）、（6）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条の2）、（7）点検整備記録簿の保存義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条の2）

3 3

貨物 2020 11 4
生沼輸送 株式会社（法
人番号20117010018040
生沼 芳清

東京都江戸川区西一之
江２－２５－７

本社
東京都江戸川区
西一之江２－２
５－７

輸送施設の使用停止
（210日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の2

労働局からの通報を端緒として、令和元年12月5日、令和2年1月16日及
び令和2年2月28日、監査を実施。12件の違反が認められた。（1）乗務
時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4
項）、（2）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第6項）、（3）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条）、（4）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第8条第1項）、（5）運行記録計による記録義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（6）運転者に対する指
導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、
（7）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第2項）、（8）定期点検整備の実施違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条の2）、（9）運行管理者に対する指導
及び監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条）、（10）運
行管理者の選任違反（貨物自動車運送事業法第18条第1項）、（11）事
業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）、（12）報
告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）

21 21

貨物 2020 11 4

株式会社 東基サービス
（法人番号
50116010046890千明
賢治

東京都練馬区貫井３－
４３－３

日高
埼玉県日高市下
高萩新田水久保
３９－１２

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

酒気帯び運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2
年2月25日及び同年3月25日、監査を実施。3件の違反が認められた。
（1）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条）、（2）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第1項）、（3）事業計画の変更認可違反（貨物自動車
運送事業法第9条第1項）

3 3

貨物 2020 11 4
有限会社 大東運輸（法
人番号70108020084890
斉藤 隆一

東京都大田区大森北３
－３７－６

本社
東京都大田区大
森北３－３７－
６

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第2項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、平成31年2月20日、監査
を実施。6件の違反が認められた。（1）点呼の実施義務違反等（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（2）乗務等の記録義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、(3）運転者に対す
る指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、
（4）高齢運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第2項）、（5）高齢運転者に対する適性診断受診義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（6）整備管理者
の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第15条）

3 3

貨物 2020 11 4

株式会社カシックス（法
人番号
7130001010243） 代
表者藤田周士

京都府京都市南区上鳥
羽南鉾立町15

京都店営業
所

京都府京都市伏
見区横大路千両
松町97番地

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第17
条第3項

令和2年6月22日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。1件の違
反が認められた。（1）過積載運送の引受け、指示等【過積載による運
送の引受け】（法第17条第3項）

2 2

タクシー 2020 11 4
海源観光株式会社（法人
番号9030001124233）
代表者山本永海

埼玉県戸田市喜沢南二
丁目6番28号

本社営業所

東京都足立区大
谷田5丁目33番17
号ﾌｧｲﾝｸﾛｽ5番館
106号室

輸送施設の使用停止
（10日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第２４条

令和元年1１月１９日及び令和元年1２月２５日、新規許可を受けたこ
とを端緒として監査を実施。3件の違反が認められた。(1)点呼の実施等
義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第24条)､(2)運
転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(3)運行管理補
助者の要件違反(運輸規則第47条の9第3項)

1 1

タクシー 2020 11 4

株式会社ジェネット（法
人番号
2011101029132） 代
表者梁淳浩

東京都新宿区百人町一
丁目20番22号 第2ﾑｻｼﾉ
ﾋﾞﾙ3F

東京営業所
東京都足立区舎
人2丁目12-18-
101

輸送施設の使用停止
（20日車）

道路運送法第２０条

令和元年1１月２５日及び令和元年1２月２０日、新規許可を受けたこ
とを端緒として監査を実施。2件の違反が認められた。(1)営業区域外運
送違反(道路運送法第20条)､(2)点呼の記録義務違反(旅客自動車運送事
業運輸規則第24条第5項)

2 2

タクシー 2020 11 4

ラッキー自動車株式会社
（法人番号
6290001025730） 代
表者川添暢也

長崎県長崎市大橋町25-
6

戸町営業所
長崎県長崎市上
戸町1-164-6

輸送施設の使用停止
（20日車）、文書警
告

道路運送法第27条第
3項

令和2年8月25日、監査実施。5件の違反が認められた。(1)乗務等の記
録事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）
第25条）､(2)乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条第1
項）､(3)運転者に対する指導監督違反（運輸規則第38条第1項）､(4)特
定運転者に対する特別な指導監督違反（運輸規則第38条第2項）､(5)特
定運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第38条第2項）

2 2

貸切バス 2020 11 4
株式会社新和旅行（法人
番号6110001011335）
代表者長谷川美由紀

新潟県阿賀野市庄ヶ宮
680-1

本社営業所
新潟県阿賀野市
庄ヶ宮680-1

輸送施設の使用停止
（295日車）

道路運送法（以下
「法」）第5条第2
項、法第15条第1
項、同条第4項、法
第23条第2項、同条
第3項、法第27条第
3項、第94条第1項
及び道路運送車両法
第48条第1項

令和元年9月27日、監査実施。12件の違反が認められた。（1）届出義
務違反（道路運送法施行規則第66条第1項）（2）事業計画変更認可違
反（法第15条第1項）（3）事業計画事後変更届出違反（法第15条第4
項）（4）点呼の記録改ざん・不実記載（旅客自動車運送事業運輸規則
（以下「運輸規則」）第24条第5項）（5）運行記録計による記録義務
違反（運輸規則第26条第1項）（6）乗務員台帳の記載不備（運輸規則
第37条第1項）（7）運転者に対する指導監督違反（運輸規則第38条第1
項）（8）特定の運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第38
条第2項）（9）定期点検整備の実施違反（道路運送車両法第48条第1
項）（10）運行管理者に対する指導監督違反（運輸規則第48条の3第1
項）（11）運行管理補助者の選任及び解任届出違反（運輸規則第68条
第1項、第2項）（12）報告義務違反（旅客自動車運送事業等報告規則
第2条第1項）

45 45

貨物 2020 11 5
名和陸運有限会社(法人
番号9180002084040) 代
表者岡本尚也

愛知県半田市仲田町1丁
目45番地の3

半田営業所
愛知県知多郡東
浦町大字藤江字
南栄町1-86

輸送施設の使用停止
(90日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和2年2月4日及び令和2年3月5日､公安委員会からの通知を端緒とし
て､監査を実施｡8件の違反が認められた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨
物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)､(2)健康診断未受診(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)､(3)点呼の実施義務違反(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(4)乗務等の記録
記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(5)運転者に対
する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1
項)､(6)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第2項)､(7)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(8)自動車事故報告書未届
出(貨物自動車運送事業法第24条)

9 9



タクシー 2020 11 5

いなばタクシー株式会社
(法人番号
6270001002236） 代
表者波多野潤

鳥取県鳥取市河原町谷
一木1033番地1

河原営業所
鳥取県鳥取市河
原町谷一木字天
坪1033番地1

文書警告

道路運送法（以下
「法」）第23条第3
項及び法第27条第3
項

令和元年9月2日及び令和2年9月2日、情報提供を端緒として監査を実
施。9件の違反が認められた。(1)運行管理者の選任解任届出違反（法第
23条第3項）、(2)乗務時間等告示の遵守違反（旅客自動車運送事業運
輸規則（以下「運輸規則」）第21条第1項）、(3)点呼の実施義務違反
（運輸規則第24条第1項及び第2項）、(4)点呼の記録事項義務違反（運
輸規則第24条第5項）、(5)乗務等の記録義務違反（運輸規則第25条第3
項）、(6)乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第25条第3項）、(7)乗
務員台帳の作成義務違反（運輸規則第37条第1項）、(8)乗務員台帳の
記載事項義務違反（運輸規則第37条第1項）、(9)整備管理者の選任届
出違反（運輸規則第45条）

0 0

貨物 2020 11 6
株式会社陸運（法人番号
８４５０００１０１１３
４９） 代表者森高義男

北海道旭川市東旭川北
３条６丁目４番１０号

本社営業所
北海道旭川市東
旭川北３条６丁
目４番１０号

文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項第２
号、法第１７条第４
項

令和２年１０月２１日、第一当事者と推定される死亡事故を引き起こ
したことを端緒として監査を実施。２件の違反が認められた。（１）
整備管理者の選任（変更）届出義務違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則（以下「安全規則」）第３条の２）、（２）運転者に対する指
導監督義務違反（安全規則第１０条第１項）

0 0

貨物 2020 11 6

株式会社アシスト物流
サービス（法人番号
8180001075487) 代表
者島岡純子

愛知県小牧市新小木二
丁目11番地

本社営業所
愛知県小牧市新
小木二丁目11番
地

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

令和2年9月24日､死亡事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡1件の違反が認められた｡(1)運転者に対する指導監督義務違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)

0 0

貨物 2020 11 6

株式会社ハートワーク
コーポレーション(法人
番号1290001029950）
代表者弓部治一郎

福岡県福岡市西区福重3
丁目25番11号

広島営業所
広島県東広島市
三永2丁目16-27

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和2年9月4日及び同年10月8日、死亡事故を端緒として監査を実施。2
件の違反が認められた。(1)乗務等の記録保存義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則（以下、「安全規則」）第8条第1項）、(2)運転者
に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2020 11 9

株式会社トーマスコーポ
レーション（法人番号３
４４０００１００７２５
３） 代表者齊藤力

北海道函館市昭和１丁
目２２番４号

本社営業所
北海道函館市昭
和１丁目２２番
４号

文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項第１
号、法第１７条第４
項

令和２年９月３０日、第一当事者と推定される死亡事故を引き起こし
たことを端緒として監査を実施。２件の違反が認められた。（１）乗
務時間等の基準の遵守義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
（以下「安全規則」）第３条第４項）、（２）点呼の実施義務違反
（安全規則第７条第１項、第２項、第３項）

0 0

貨物 2020 11 9
株式会社丸善配送（法人
番号9420002008783）
代表者石黒善男

青森県八戸市大字市川
町字長者久保1番地25

盛岡営業所
岩手県盛岡市羽
場10地割100番地

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項、法第17条
第4項

令和2年1月16日及び7月13日、監査方針を端緒として監査を実施した結
果、2件の違反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第3条第4項）、（2）
運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）

6 6

貨物 2020 11 10

名島運輸有限会社（法人
番号１４３０００２０５
４９００） 代表者橋本
重春

北海道小樽市築港６－
１２

本社営業所
北海道小樽市築
港６－１２

文書警告
貨物自動車運送事業
法第１７条第１項第
２号

令和２年１０月８日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を
端緒として監査を実施。１件の違反が認められた。（１）定期点検整
備の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条の２）

0 0

貨物 2020 11 10

株式会社 鯉登運輸総業
（法人番号
30400010484780鯉渕
敏行

千葉県八街市四木８０
０－１

本社
千葉県八街市四
木８００－１

輸送施設の使用停止
（70日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和元年10月11日及び
同年10月18日、監査を実施。8件の違反が認められた。（1）乗務時間
等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、
（2）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3
条第6項）、（3）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第7条）、（4）乗務等の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第8条第1項）、（5）運行記録計による記録義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（6）運転者に対する指導監督
違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（7）初任
運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第2項）、（8）事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事
業法第9条第3項）

7 7

貨物 2020 11 10

西千葉運輸 株式会社
（法人番号
20400010057110佐藤
久美子

千葉県千葉市稲毛区長
沼原町２３２－１

本社
千葉県千葉市稲
毛区長沼原町２
３２－１

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の4

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年2
月17日、監査を実施。4件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示
の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）点
呼の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）、
（3）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第10条第1項）、（4）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事
業法第9条第1項）

2 2

貨物 2020 11 10
有限会社 豊商事（法人
番号60300020192040名
取 裕

埼玉県さいたま市北区
奈良町１６－１

本社
埼玉県上尾市大
字中新井２７２
－３

輸送施設の使用停止
（70日車）

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年2
月18日、監査を実施。11件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示
の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）点
呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、
（3）乗務等の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条
第1項）、（4）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第1項）、（5）高齢運転者に対する指導監督違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（6）高齢運転者
に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
10条第2項）、（7）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条の2）、（8）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第23条第1項）、（9）事業計画の変更認可
違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、（10）事業計画事後届出
違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）、（11）自動車に関する表
示義務違反（道路運送法第95条）

7 7

貨物 2020 11 10

株式会社 Ｇ．Ｒ．ＴＲ
ＡＮＳ（法人番号
70300021155220山際
満

埼玉県行田市富士見町
一丁目１４番６号

本社
埼玉県行田市富
士見町１－１４
－６

輸送施設の使用停止
（110日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

救護措置義務違反があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、
令和元年10月4日及び同年11月12日、監査を実施。12件の違反が認め
られた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第3条第4項）、（2）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第3条第6項）、（3）点呼の実施義務違反等（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条）、（4）乗務等の記録義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（5）乗務等の記録事項
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（6）運行記録
計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、
（7）運行指示書による指示義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第9条の3）、（8）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第10条第1項）、（9）初任運転者に対する適性診
断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、
（10）運行管理者に対する指導及び監督違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第22条）、（11）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運
送事業法第9条第1項）、（12）事業計画事前届出違反（貨物自動車運
送事業法第9条第3項）

11 11

貨物 2020 11 10

株式会社 松井カンパ
ニー（法人番号
20300010294880松井
忠義

埼玉県所沢市南永井６
１９－１６－８

本社
埼玉県所沢市南
永井６１９－１
６－８

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

救護措置義務違反があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、
令和2年1月31日及び同年2月19日、監査を実施。5件の違反が認められ
た。（1）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第3条第6項）、（2）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第7条）、（3）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第9条）、（4）運転者に対する指導監督違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（5）運行管理者
の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項）

6 6



貨物 2020 11 10

西町運輸倉庫 株式会社
（法人番号
80300010180970小林
宏至

埼玉県さいたま市岩槻
区古ヶ場１－１－２

群馬

群馬県高崎市京
目町字都２０５
－１（旧：群馬
県高崎市島野町
５９３－１）

輸送施設の使用停止
（100日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和元年9月27日及び令
和2年5月20日、監査を実施。9件の違反が認められた。（1）乗務時間
等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、
（2）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3
条第6項）、（3）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第7条）、（4）乗務等の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第8条第1項）、（5）運行記録計による記録義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（6）運転者に対する指導監督
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（7）初任運
転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条
第2項）、（8）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（9）定期点検整備の実施違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条）

10 10

貨物 2020 11 10

株式会社 サニートラス
ト（法人番号
20300011080360両角
健太郎

埼玉県草加市谷塚２－
９－２０

本社
埼玉県草加市谷
塚２－９－２０

輸送施設の使用停止
（90日車）

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和2年1月30日及び同
年3月4日、監査を実施。8件の違反が認められた。（1）乗務時間等告
示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）
点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、
（3）乗務等の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条
第1項）、（4）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条）、（5）運転者に対する指導監督違反等（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（6）初任運転者に対する
適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項）、（7）運行管理者に対する指導及び監督違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第22条）、（8）事業計画の変更認可違反（貨物自動車
運送事業法第9条第1項）

9 9

貨物 2020 11 10

ジャパンエナジック 株
式会社（法人番号
10100011320630近藤
敦

東京都千代田区外神田
６丁目１３番１０号

厚木北
神奈川県相模原
市中央区下九沢
１０９６番地

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

死亡事故を引き起こしたことを端緒として、令和2年10月5日、監査を
実施。1件の違反が認められた。（1）運転者に対する指導監督違反等
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2020 11 10

株式会社サカイ引越セン
ター(法人番号
6120101002720） 代
表者田島哲康

大阪府堺市堺区石津北
町56

広島西支社
広島県広島市西
区福島町1丁目
17-10

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和2年9月3日及び同年10月13日、重傷事故を端緒として監査を実施。
1件の違反が認められた。点呼の記録事項義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第7条第5項）

0 0

貨物 2020 11 10
清家興業有限会社（法人
番号9500002022818)
代表者清家信夫

愛媛県宇和島市寄松甲
1000-1

本社営業所
愛媛県宇和島市
寄松甲1000-1

輸送施設の使用停止
（60日車)文書警告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項、第
4項

令和2年6月3日、公安委員会からの通報を端緒として監査を実施したと
ころ、10件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が
不適切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度を超え、また
所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこ
と（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4
項）、(2)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、運転者が一
の運行における最初の勤務を開始してから最後の勤務を終了するまで
の時間が144時間を超えていた者がいたこと（安全規則第3条第4項）、
(3)整備管理者の変更の届け出をしていなかったこと（道路運送車両法
第52条）、(4)運転者に対する点呼が確実になされていなかったこと
（安全規則第7条第1項、第2項、第3項）、(5)運転者に対する点呼の実
施結果の記録内容が不適切であったこと（安全規則第7条第5項）、(6)
運転者の乗務について定められた事項の記録が確実になされていな
かったこと（安全規則第8条）、(7)運転者の乗務について定められた事
項の記録が不適切であったこと（安全規則第8条）、(8)運行記録計によ
る記録が確実になされていなかったこと（安全規則第9条）、(9)運転者
台帳の作成が確実になされていなかったこと（安全規則第9条の5第1
項）、(10)運転者台帳について定められた事項の記録が不適切であった
こと（安全規則第9条の5第1項）

6 6

貨物 2020 11 10

株式会社サトー運輸（法
人番号
1320001001237） 代
表者佐藤光浩

大分県大分市大字中戸
次1261-93

本社営業所
大分県大分市大
字中戸次字長新
地4769-7

輸送施設の使用停止
（10日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項第1号、
法第17条第4項

令和2年8月6日、監査実施。6件の違反が認められた。(1)乗務時間等の
基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項)、(2)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、
(3)運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(4)運転者台
帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(5)運転者に対する指
導監督違反(安全規則第10条第1項)、(6)運転者に対する指導監督の記録
事項義務違反(安全規則第10条第1項)

1 1

貨物 2020 11 10

ヤマト運輸株式会社（法
人番号
1010001092605） 代
表者森日出男

東京都中央区銀座2-16-
10

福岡須恵支
店

福岡県糟屋郡須
惠町大字佐谷
1486-1

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和2年10月20日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対
する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)

12 0

タクシー 2020 11 10
宮城交通株式会社（法人
番号9013301014790）
代表者安田智美

東京都豊島区西池袋4-
24-12

本社営業所
東京都豊島区西
池袋4-24-12

輸送施設の使用停止
（27日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第２１条第
１項

令和元年1２月６日、死亡事故があった旨公安委員会からの通知を端緒
として監査を実施。2件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵
守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第21条第1項)､(2)
運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)

3 3

タクシー 2020 11 10

株式会社Ｔｒａｎｓｉｔ
（法人番号
8011701021672） 代
表者渡部稔之

東京都江戸川区谷河内
1-18-2

本社営業所
東京都江戸川区
谷河内1-18-2

輸送施設の使用停止
（60日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第２１条第
５項

令和元年1２月２０日、新規許可を受けたことを端緒として調査を実
施。5件の違反が認められた。(1)健康状態の把握義務違反(旅客自動車
運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第21条第5項)､(2)乗務記録の記録事
項の不備(運輸規則第25条第3項)､(3)運転者に対する指導監督義務違反
(運輸規則第38条第1項)､(4)定期点検整備の未実施(道路運送車両法第48
条)､(5)運行管理者の講習受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項)

6 6

タクシー 2020 11 10
関東交通株式会社（法人
番号4060001001104）
代表者保坂和夫

栃木県宇都宮市若草2丁
目1番19号

石橋営業所
栃木県下野市石
橋241番地9号

輸送施設の使用停止
（60日車）

道路運送車両法第５
８条第１項

令和2年6月17日、法令違反の疑いがあることを端緒として監査を実
施。1件の違反が認められた。(1)無車検運行(道路運送車両法第58条第
1項)

6 6

タクシー 2020 11 10

福岡西鉄タクシー株式会
社（法人番号
3290001070639） 代
表者浅倉武巳

福岡県福岡市南区大楠
1-34-1

西営業所
福岡県福岡市西
区拾六町2-13-17

輸送施設の使用停止
（17日車）、文書警
告

道路運送法第27条第
3項

令和2年7月28日、監査実施。9件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規
則」）第21条第1項）、(2)点呼の実施義務違反（運輸規則第24条）、
(3)点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条第5項）、(4)乗務員台帳
の記載事項義務違反（運輸規則第37条第1項）、(5)運転者に対する指
導監督違反（運輸規則第38条第1項）、(6)運転者に対する指導監督の
記録又は指導監督の記録保存違反（運輸規則第38条第1項）、(7)特定
運転者に対する特別な指導監督違反（運輸規則第38条第2項）、(8)特
定運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第38条第2項）、
(9)運行管理者の補助者の要件違反（運輸規則第47条の9第3項）

8 2

乗合バス 2020 11 10
京成バス株式会社（法人
番号5010601029309）
代表者 齋藤隆

千葉県市川市八幡3-3-1
新都心営業
所

千葉県習志野市
芝園2-7-3

輸送施設の使用停止
（10日車）

道路運送車両法第58
条第1項

令和元年12月4日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。2
件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動
車運送事業運輸規則第38条第1項)､(2)無車検運行(道路運送車両法第58
条第1項)

2 1



貨物 2020 11 11

株式会社アスリートトラ
フィック（法人番号
9180001095699) 代表
者杉野雅樹

愛知県半田市岩滑東町
1-92-1

本社営業所
愛知県半田市岩
滑東町1-92-1

輸送施設の使用停止
(40日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和元年11月14日及び令和元年12月12日、死亡事故を引き起こしたこ
とを端緒として、監査を実施。5件の違反が認められた。(1)乗務時間等
基準告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4
項）、(2)整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第3条の4）、(3)点呼の記録記載事項不備（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第5項）、(4)運転者に対する指導監督義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、(5)一般講習受講義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項）

4 4

貨物 2020 11 11

有限会社ケーティーエス
（法人番号
1080102007777) 代表
者勝間田正和

静岡県御殿場市川島田
1698番地の472

川島田営業
所

静岡県御殿場市
川島田字一ノ沢
1698番地の472

輸送施設の使用停止
(70日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和元年10月7日､関係機関からの情報を端緒として､監査を実施｡7件の
違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)健康診断未受診(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第6項)､(3)点検整備記録簿等の記録保存義務違反(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)､(4)点呼の記録義務違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)点呼の記録記載事項不備
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(6)運行指示書の作成義
務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)､(7)運転者台
帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)

7 7

貨物 2020 11 11
株式会社アロックス（法
人番号8190001004809)
代表者服部千惠子

三重県鈴鹿市長太栄町4
丁目19-22

四日市営業
所

三重県四日市市
大字六呂見字北
浦16-4

輸送施設の使用停止
(60日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第6条第1
項第1号

令和元年11月12日、関係機関からの情報を端緒として、監査を実施。
13件の違反が認められた。(1)配置車両数違反（貨物自動車運送事業法
施行規則第6条第1項第1号）、(2)乗務時間等基準告示の遵守違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、(3)健康診断未受診（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、(4)定期点検未実施（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2）、(5)整備管理者の研修受講
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4）、(6)点呼の実
施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2
項）、(7)乗務等の記録記載事項不備（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第8条）、(8)運転者台帳の作成義務違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第9条の5第1項）、(9)運転者台帳の記載事項等不備（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項）、(10)特定の運転者に対する
運転適性診断未受診（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項）、(11)輸送の安全にかかわる情報の公表義務違反（貨物自動車運送
事業法第24条の3）、(12)事業報告書及び事業実績報告書未提出（貨物
自動車運送事業法第60条第1項）、(13)運賃料金変更未届出（貨物自動
車運送事業法第60条第1項）

6 6

貨物 2020 11 11

株式会社グローバルネッ
ト(法人番号
8190001017224)代表者
塩澤嘉亨

三重県四日市市釆女町
字春雨3273番地1

本社営業所
三重県四日市市
塩浜本町一丁目
60番地

輸送施設の使用停止
(30日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和元年11月7日、関係機関からの情報を端緒として、監査を実施。10
件の違反が認められた。(1)乗務時間等基準告示の遵守違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、(2)点呼の実施義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項）、(3)乗務等の記
録記載事項不備（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条）、(4)運行記
録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、
(5)運転者台帳の作成義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条
の5第1項）、(6)運転者台帳の記載事項等不備（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第9条の5第1項）、(7)特定の運転者に対する指導義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、(8)特定の運転者
に対する運転適性診断未受診（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10
条第2項）、(9)輸送の安全にかかわる情報の公表義務違反（貨物自動車
運送事業法第24条の3）、(10)事業報告書及び事業実績報告書未提出
（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

3 3

貨物 2020 11 11
間口陸運株式会社（法人
番号2120001029834）
代表者袋井隆

大阪府大阪市港区海岸
通1-5-29

大阪営業所
大阪府大阪市住
之江区柴谷1丁目
2番26号

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和2年8月25日及び同年9月8日、公安委員会からの通報を端緒に監査
を実施。5件の違反が認められた。（1）点呼の実施違反【未実施】
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第7条第1項
から第3項）、（2）点呼の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則
第7条第5項）、（3）乗務等の記録違反【記載事項等の不備】（安全規
則第8条）、（4）運行記録計による記録違反【記録】（安全規則第9
条）、（5）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して
行う指導及び監督の指針」による運転者に対する指導及び監督違反
【一部不適切】（安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2020 11 11
株式会社高知物流（法人
番号3490001001895)
代表者横山隆

高知県高知市介良丙715 本社営業所
高知県高知市五
台山小岩崎汐田
1564-1

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第1項

令和2年10月28日、労働局と合同で監査を実施したところ、1件の違反
が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所
定の拘束時間及び連続運転時間の限度を超え、乗務していた者があっ
たこと（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）

0 0

貨物 2020 11 11

土佐進栄運送有限会社
（法人番号
9490002003514) 代表
者中村正人

高知県高知市一宮南町1
丁目9-31

本社営業所
高知県高知市一
宮南町1丁目9-31

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和2年10月26日、労働局と合同で監査を実施したところ、1件の違反
が確認された。(1)運転者台帳について定められた事項の記録が不適切
であったこと（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項）

0 0

貨物 2020 11 12

ダイセーエブリー二十四
株式会社（法人番号
9180001084272) 代表
者田中孝昌

愛知県一宮市萩原町萩
原字松山531番地27

浜松ハブセ
ンター

静岡県浜松市中
区高丘西4丁目
102-1

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条
の5第1項

令和2年9月10日､死亡事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡2件の違反が認められた｡(1)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(2)運転者に対する指導監督義
務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)

0 0

貨物 2020 11 12

エース総合運輸株式会社
（法人番号
4350001008466） 代
表者堀内利行

宮崎県北諸県郡三股町
大字蓼池452-3

鹿児島営業
所

鹿児島県志布志
市志布志町安楽
5598-1

輸送施設の使用停止
（40日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項第1号、
法第17条第4項、法
第24条、法第60条
第1項

令和2年8月4日、監査実施。11件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項)､(2)乗務時間等の基準なお書き違反(安全規則第3条
第4項)､(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)､(4)点呼の記録事項義
務違反(安全規則第7条第5項)､(5)乗務等の記録義務違反(安全規則第8
条)､(6)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)､(7)運転者台帳
の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)､(8)運転者に対する指導
監督違反(安全規則第10条第1項)､(9)運転者に対する指導監督の記録又
は指導監督の記録保存違反(安全規則第10条第1項)､(10)自動車事故報告
規則に規定する事故届出違反(貨物自動車運送事業法（以下「法」）第
24条)､(11)報告義務違反(法第60条第1項)

7 4

貨物 2020 11 13

アルプス運輸建設株式会
社（法人番号
9100001012703） 代
表者上嶋金司

長野県松本市大字神林
学下神小字大畑3864-7

本社営業所
長野県松本市大
字神林字下神小
字大畑3864-7

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第1項及び
同条第4項

令和2年8月7日、監査実施。3件の違反が認められた。（1）乗務時間等
告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）（2）点呼の記録記載不備（安全規則第7条第5項）
(3)運転者に対する指導監督違反（安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2020 11 13

株式会社ジェネシス（法
人番号
5120101027685） 代
表者井上陽子

大阪府堺市東区日置荘
原寺町231番地5

京都営業所
京都府八幡市上
津屋八王子124-1

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和2年7月9日及び同年7月14日、公安委員会からの通報を端緒に監査
を実施。4件の違反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業
用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4
項）、（2）点呼の実施違反【未実施】（安全規則第7条第1項から第3
項）、（3）点呼の記録違反【記録の改ざん・不実記載】（安全規則第
7条第5項）、（4）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に
対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する指導及び監督
違反【一部不適切】（安全規則第10条第1項）

6 6



貨物 2020 11 13

アダチ物流サービス有限
会社(法人番号
6270002005188） 代
表者安達尚登

鳥取県米子市三本松4丁
目4番1号

本社営業所
鳥取県米子市三
本松4丁目4番1号

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第1項及び
同条第4項

令和2年9月24日、酒気帯び運転を端緒として監査を実施。4件の違反が
認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、(2)点呼の記録事項義務
違反（安全規則第7条第5項）、(3)乗務等の記録事項義務違反（安全規
則第8条第1項）、(4)運転者に対する指導監督の記録義務違反（安全規
則第10条第1項）

0 0

タクシー 2020 11 13

名鉄交通第四株式会社
（法人番号
1180001120646) 代表
者河原英穂

愛知県名古屋市西区あ
し原町154

第四営業基
地

愛知県名古屋市
西区あし原町154

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和2年10月7日及び令和2年10月16日、監査方針に基づき、監査を実
施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅
客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

貨物 2020 11 16

有限会社京都タカラ運輸
（法人番号
6130002023740） 代
表者杉本保彦

京都府京都市南区久世
築山町210番地2

本社営業所
京都府京都市南
区久世築山町210
番地2

輸送施設の使用停止
（50日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項

令和元年11月22日、同年12月10日、令和2年1月22日及び同年4月6日、
公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。5件の違反が認められた。
（1）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗
務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）点呼の実施違反【未実施】
（安全規則第7条第1項から第3項）、（3）点呼の記録違反【記載事項
等の不備】（安全規則第7条第5項）、（4）乗務等の記録違反【記載事
項等の不備】（安全規則第8条）、（5）「貨物自動車運送事業者が事
業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者
に対する特別な指導及び運転適性診断受診義務違反【運転適性診断の
受診状況】（安全規則第10条第2項）

5 5

貨物 2020 11 16
泊運送合名会社（法人番
号4360003001591）
代表者石垣兼公

沖縄県那覇市宇栄原3丁
目31番地10パラシオお
おはしⅡ101

本社営業所

沖縄県那覇市宇
栄原3丁目31番地
10パラシオおお
はしⅡ101

輸送施設の停止(10日
車）

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和2年10月7日、適性化実施機関が行った巡回指導の評価結果を端緒
に監査実施。1件の違反が認められた。(1)高齢運転者に対する特別な指
導実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)

1 1

貨物 2020 11 17

有限会社アータイトラン
スポート（法人番号
3220002007670） 代
表者川江泰博

石川県金沢市湊2-108 本社営業所
石川県金沢市湊
2-108

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項及び
同条第4項

令和2年6月23日、監査実施。4件の違反が認められた。（1）乗務時間
等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）（2）１箇月の拘束時間に関する違反（安全規則第
3条第4項）（3）運転者台帳の記載不備(安全規則第9条の5第1項）
（4）運転者に対する指導監督違反（安全規則第10条第1項）

3 3

貨物 2020 11 17

伊勢田運送 有限会社
（法人番号
80200020290370伊勢田
砂織

神奈川県横浜市南区堀
ノ内町１－４－１１

本社
神奈川県横浜市
南区堀ノ内町１
－４－１１

輸送施設の使用停止
（35日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和元年11月26日及び
同年12月13日、監査を実施。11件の違反が認められた。（1）点呼の実
施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（2）乗務
等の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、
（3）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第10条第1項）、（4）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第3条の2）、（5）整備管理者の選任（変更）未届出違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第52
条）、（6）整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条の4）、（7）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第23条第1項）、（8）運行管理補助者の要件
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項）、（9）運行管
理者の選任（解任）届出違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第19
条）、（10）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）、
（11）運賃及び料金の未届出（貨物自動車運送事業報告規則第2条の
2）

4 4

貨物 2020 11 17
有限会社 松山運送（法
人番号60600020118680
松岡 一裕

栃木県宇都宮市清原台
１－１０－６

本社
栃木県宇都宮市
清原台１－１０
－６

輸送施設の使用停止
（130日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の4

行政処分等を受けたにもかかわらず改善が認められないことを端緒と
して、令和2年2月28日及び同年3月6日、監査を実施。7件の違反が認め
られた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第3条第4項）、（2）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第3条第6項）、（3）点呼の実施義務違反等（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条）、（4）乗務等の記録義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（5）運転者に対する指
導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（6）
事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、（7）
運賃及び料金の未届出（貨物自動車運送事業報告規則第2条の2）

13 13

貨物 2020 11 17

株式会社 ヒカリ商事
（法人番号
70700010272770仲松
英邦

群馬県邑楽郡大泉町寄
木戸１５８０－２

本社

群馬県邑楽郡大
泉町寄木戸１５
８０－２－５
２階

輸送施設の使用停止
（90日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和2年2月4日、監査を
実施。8件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）疾病のおそれのあ
る乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（3）点呼の
実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（4）運
行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9
条）、（5）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第1項）、（6）初任運転者に対する指導監督違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（7）初任運転者に対す
る適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項）、（8）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条の2）

9 9

貨物 2020 11 17

関東ロジコム 株式会社
（法人番号
10700010212520小倉
公明

群馬県太田市藪塚町２
１３８－２

本社
群馬県太田市藪
塚町２１３８－
２

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の4

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和２年６月１６日、
監査を実施。６件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（3）運行記録
計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、
（4）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第10条第1項）、（5）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第3条の2）、（6）事業計画事前届出違反（貨物自動車
運送事業法第9条第3項）

4 4

貨物 2020 11 17
株式会社 ツカサ（法人
番号60804010158970小
泉 禎剛

静岡県磐田市明ケ島原
４６番地１

土浦
茨城県かすみが
うら市深谷１０
－１、１０－４

輸送施設の使用停止
（50日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年6
月24日及び同年7月6日、監査を実施。7件の違反が認められた。（1）
乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第
4項）、（2）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条第6項）、（3）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条）、（4）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第8条第1項）、（5）運行記録計による記録義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（6）運転者に対する指
導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、
（7）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）

5 5

貨物 2020 11 17
株式会社 相田商事（法
人番号90600010100010
相田 敬広

栃木県芳賀郡市貝町大
字赤羽４３２３－５

本社
栃木県芳賀郡市
貝町大字赤羽２
７２２

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の4

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年10
月7日、監査を実施。2件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の
遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）運転
者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条
第1項）

0 0



タクシー 2020 11 17

東宝タクシー株式会社
（法人番号
3020001018193） 代
表者大野慶太

神奈川県横浜市鶴見区
鶴見中央2丁目6番地27
号

鶴見営業所
神奈川県横浜市
鶴見区鶴見中央2
丁目6番地27号

輸送施設の使用停止
（10日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第３８条第
２項

令和元年1０月１８日及び令和元年1１月１４日、法令違反の疑いがあ
る旨の情報を端緒として監査を実施。3件の違反が認められた。(1)運転
者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸
規則)第38条第1項)､(2)高齢運転者に対する告示で定める特別な指導義
務違反(運輸規則第38条第2項)､(3)高齢運転者に対する適性診断受診義
務違反(運輸規則第38条第2項)

1 1

タクシー 2020 11 17
富士興業株式会社（法人
番号7030001021184）
代表者田中正徳

埼玉県蕨市中央6丁目3
番地50号

本社営業所
埼玉県蕨市中央6
丁目3番地50号

輸送施設の使用停止
（70日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第２１条第
５項

令和元年1２月６日、救護義務違反があった旨公安委員会からの通知を
端緒として監査を実施。6件の違反が認められた。(1)運行管理者の解任
届出義務違反(道路運送法第23条第3項)､(2)健康状態の把握義務違反(旅
客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第21条第5項)､(3)点呼の記
録義務違反(運輸規則第24条第5項)､(4)運転者に対する指導監督義務違
反(運輸規則第38条第1項)､(5)高齢運転者に対する告示で定める特別な
指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､(6)高齢運転者に対する適性診断
受診義務違反(運輸規則第38条第2項)

7 7

タクシー 2020 11 17

ジー・エス・ビータク
シー株式会社（法人番号
5070001032485） 代
表者岩井清水

群馬県伊勢崎市赤堀鹿
島町695番地1

本社営業所
群馬県伊勢崎市
赤堀鹿島町695番
地1

輸送施設の使用停止
（40日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第２４条

令和2年1月17日、事業譲渡を受けたことを端緒として監査を実施。5件
の違反が認められた。(1)点呼の実施等義務違反(旅客自動車運送事業運
輸規則(以下､運輸規則)第24条)､(2)運転者に対する指導監督義務違反
(運輸規則第38条第2項)､(3)定期点検整備等の未実施(道路運送車両法第
48条)､(4)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条)､(5)運行管
理者の講習受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項)

4 4

タクシー 2020 11 17 小野塚 浩 神奈川県横浜市都筑区 個人
神奈川県横浜市
都筑区

輸送施設の使用停止
(109日車)及び輸送の
安全確保命令

旅客自動車運送事業
運輸規則第２５条第
３項

令和2年2月12日及び令和2年2月26日、法令違反の疑いがあることを端
緒として監査を実施。4件の違反が認められた。(1)営業区域外運送違反
(道路運送法第20条)､(2)乗務時間等の基準の遵守違反(旅客自動車運送
事業運輸規則(以下､運輸規則)第21条第1項)､(3)乗務記録の記録事項の
不備(運輸規則第25条)､(4)乗務記録の不実記載(運輸規則第25条第3項)

11 11

貨物 2020 11 18

株式会社興和産業（法人
番号７４６０１０１００
５８０４） 代表者佐藤
泰将

北海道河西郡中札内村
興和東４線２０６－２

本社営業所
北海道河西郡中
札内村興和東４
線２０６－２

輸送施設の使用停止
（９０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項第１
号、法第１７条第１
項第２号、法第１７
条第４項、法第１８
条第３項、法第６０
条第１項

令和２年８月２５日、関係機関からの情報を端緒として監査を実施。
１３件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４
項）、（２）疾病・疲労等のおそれのある乗務（安全規則第３条第６
項）、（３）整備不良車両等運行（安全規則第３条の２）、（４）整
備管理者の選任（変更）届出義務違反（安全規則第３条の２）、
（５）点呼の記録義務違反（安全規則第７条第５項）、（６）乗務等
の記録義務違反（安全規則第８条）、（７）乗務等の記録事項義務違
反（安全規則第８条）、（８）運行記録計による記録義務違反（安全
規則第９条）、（９）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第
１０条第１項）、（１０）運転者に対する指導監督の記録事項義務違
反（安全規則第１０条第１項）、（１１）特定運転者に対する適性診
断受診義務違反（安全規則第１０条第２項）、（１２）運行管理者の
選任（解任）届出義務違反（安全規則第１９条）、（１３）報告義務
違反（貨物自動車運送事業法第６０条第１項）

9 9

貨物 2020 11 18

澤翔陸運株式会社（法人
番号５４３０００２０４
４００６） 代表者三澤
正義

北海道石狩市新港南１
丁目１９番地３８

本社営業所
北海道石狩市新
港南１丁目１９
番地３８

輸送施設の使用停止
（２０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
９条第３項前段、法
第１７条第１項第１
号、法第１７条第１
項第２号、法第１７
条第４項

令和２年９月１日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を端
緒として監査を実施。６件の違反が認められた。（１）各営業所に配
置する事業用自動車の種別ごとの数違反（貨物自動車運送事業法施行
規則第６条第１項）、（２）乗務時間等の基準の遵守義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、
（３）１２月点検整備の実施義務違反（安全規則第３条の２）、
（４）乗務等の記録事項義務違反（安全規則第８条）、（５）運行指
示書の記載事項義務違反（安全規則第９条の３第１項）、（６）運転
者台帳の記載事項義務違反（安全規則第９条の５第１項）

2 2

貨物 2020 11 18
有限会社弘前貨物（法人
番号6420002014025）
代表者佐藤豊

青森県弘前市大字末広2
丁目1番地1

本社営業所
青森県弘前市大
字末広2丁目1-2

文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項、法第17条
第4項

令和2年7月31日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、3件の違
反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第3条第4項）、（2）点呼の実施
義務違反（安全規則第7条第1項、第2項、第3項）、（3）運転者に対す
る指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2020 11 18

株式会社相互梱包運送
（法人番号
7011601003714） 代
表者木原昇治

東京都練馬区西大泉2-
1-8

神戸営業所
兵庫県神戸市東
灘区御影本町1丁
目1番8号

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和2年10月16日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として監査を実
施。2件の違反が認められた。(1)点呼の実施違反【未実施】（貨物自動
車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第7条第1項から第3
項）、(2)点呼の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5
項）

0 0

貨物 2020 11 18
日本海運輸有限会社(法
人番号2270002004549)
代表者楮原弘文

鳥取県鳥取市古海308番
地2

本社営業所
鳥取県鳥取市古
海308番地2

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和2年10月13日、救護義務違反を端緒として監査を実施。4件の違反
が認められた。(1)点呼の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則（以下「安全規則」）第7条第5項）、(2)乗務等の記録事項義
務違反（安全規則第8条第1項）、(3)運転者に対する指導監督義務違反
（安全規則第10条第1項）、(4)運転者に対する指導監督の記録事項義
務違反（安全規則第10条第1項）

0 0

タクシー 2020 11 18

株式会社北都ハイヤー
（法人番号９４６２５０
１０００２５０） 代表
者松實秀樹

北海道標津郡中標津町
東３条北１丁目４番地

本社営業所
北海道標津郡中
標津町東３条北
１丁目４番地

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

令和２年９月２３日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を
端緒として監査を実施。５件の違反が認められた。（１）点呼の実施
義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第２４
条第１項、第２項、第３項）、（２）点呼の記録義務違反（運輸規則
第２４条第５項）、（３）新任運転者に対する指導、監督義務違反
（１０日間の指導、監督の未実施）（運輸規則第３６条第２項）、
（４）乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第３７条第１項）、
（５）定期点検整備の実施義務違反（運輸規則第４５条第１号）

0 0

乗合バス 2020 11 18
宮崎交通株式会社（法人
番号6350001001667）
代表者川端史敏

宮崎県宮崎市橘通西3-
10-32

延岡営業所
宮崎県延岡市大
武町1323-80

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年10月15日、監査実施。2件の違反が認められた。(1)乗務員台帳
の記載事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)
第37条第1項）､(2)運転者に対する指導監督違反（運輸規則第38条第1
項）

0 0

乗合バス 2020 11 18
宮崎交通株式会社（法人
番号6350001001667）
代表者川端史敏

宮崎県宮崎市橘通西3-
10-32

宮崎中央営
業所

宮崎県宮崎市大
字富吉字青木78-
25

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年10月16日、監査実施。3件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反（旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第
21条第1項）､(2)乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条第1
項）､(3)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反
（運輸規則第38条第1項）

0 0

乗合バス 2020 11 18
宮崎交通株式会社（法人
番号6350001001667）
代表者川端史敏

宮崎県宮崎市橘通西3-
10-32

西都営業所
宮崎県西都市小
野崎1-96-1

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年10月26日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)特定運転者
に対する特別な指導監督違反（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2
項）

0 0

乗合バス 2020 11 18
宮崎交通株式会社（法人
番号6350001001667）
代表者川端史敏

宮崎県宮崎市橘通西3-
10-32

宮崎南営業
所

宮崎県宮崎市大
字本郷南方字石
原1750

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年10月29日、監査実施。3件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反（旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第
21条第1項）､(2)特定運転者に対する特別な指導監督違反（運輸規則第
38条第2項）､(3)特定運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則
第38条第2項）

0 0

乗合バス 2020 11 18
宮崎交通株式会社（法人
番号6350001001667）
代表者川端史敏

宮崎県宮崎市橘通西3-
10-32

宮崎北営業
所

宮崎県宮崎市大
字塩路字浜山
3082-15

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年11月4日、監査実施。2件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反（旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第
21条第1項）､(2)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保
存違反（運輸規則第38条第1項）

0 0



貨物 2020 11 19

株式会社北日本運送（法
人番号
7230001008962） 代
表者大西章

富山県小矢部市赤倉123 本社営業所
富山県小矢部市
赤倉122

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項及び
同条第4項

平成31年1月31日、監査実施。3件の違反が認められた。（1）乗務時間
等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）（2）疾病、疲労等のおそれのある乗務（安全規則
第3条第6項）（3）点呼の記録義務違反（安全規則第7条第5項）

6 6

貨物 2020 11 19
協立運輸株式会社（法人
番号3290801012138）
代表者大家伸彦

福岡県北九州市若松区
南二島1-10-25

本社営業所
福岡県北九州市
若松区南二島1-
10-25

輸送施設の使用停止
（20日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項第1号、
法第17条第4項、法
第18条第1項

令和2年7月17日、監査実施。6件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(3)点呼
の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(4)運転者台帳の記載事項
義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(5)運転者に対する指導監督違反
(安全規則第10条第1項)、(6)運行管理者の補助者の要件違反（安全規則
第18条第3項）

2 2

乗合バス 2020 11 20

熊本都市バス株式会社
（法人番号
3330001008122） 代
表者高田晋

熊本県熊本市中央区本
山2-9-32

上熊本営業
所

熊本県熊本市西
区上熊本3-15-61

文書警告
道路運送法（以下｢
法｣）第27条第3項､
法第94条第1項

令和2年10月15日、監査実施。2件の違反が認められた。(1)報告義務違
反（道路運送法第94条第1項）､(2)運転者に対する指導監督違反（旅客
自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

貨物 2020 11 24

栄進運輸有限会社（法人
番号６４６２５０２００
００９５） 代表者稲川
泰幸

北海道目梨郡羅臼町麻
布町１０８番地

標津営業所
北海道標津郡標
津町北１０条西
１丁目１番５号

文書警告
貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

令和２年１０月２９日、関係機関からの情報を端緒として監査を実
施。１件の違反が認められた。（１）運行記録計による記録保存義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第９条）

0 0

貨物 2020 11 24
株式会社今西商運(法人
番号4190001003161) 代
表者今西博子

三重県津市雲出本郷町
1846-4

本社営業所
三重県津市雲出
本郷町字二ノ割
1846-4

輸送施設の使用停止
(60日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和2年2月20日及び令和2年2月26日､監査方針に基づき､監査を実施｡
12件の違反が認められた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送
事業法施行規則第2条第1項第4号)､(2)乗務時間等基準告示の遵守違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(3)健康診断未受診(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)､(4)点呼の実施義務違反(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(5)点呼の記録記
載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(6)乗務等の
記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(7)運転者
台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1
項)､(8)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第9条の5第1項)､(9)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第10条第2項)､(10)特定の運転者に対する運転適性
診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(11)一般講
習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)､(12)事
業報告書及び事業実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1
項)

6 6

貨物 2020 11 24
株式会社中芝運送（法人
番号3150001007308）
代表者中芝典義

奈良県生駒郡斑鳩町龍
田北一丁目15番12号

本店営業所
奈良県生駒郡斑
鳩町龍田北一丁
目15番12号

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和2年10月13日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。5
件の違反が認められた。(1)「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運
転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）点呼の
実施違反【未実施】（安全規則第7条第1項から第3項）、(3)(4)点呼の
記録違反【記録】及び【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5
項）、(5)運行指示書【作成、指示又は携行の義務違反】(安全規則第9
条の3第1項から第3項)

0 0

貨物 2020 11 25
有限会社 山誠商事（法
人番号70300020330140
野口 恵吉

埼玉県所沢市坂之下９
７５－５

湘南
神奈川県平塚市
長持４７９番地
５

輸送施設の使用停止
（185日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

過積載運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和元
年5月17日及び同年7月4日、監査を実施。13件の違反が認められた。
（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
3条第4項）、（2）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第6項）、（3）過積載運送（貨物自動車運送事業法第17
条第3項）、（4）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第7条）、（5）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第8条第1項）、（6）運行記録計による記録義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（7）運行指示書による指示義
務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3）、（8）運転者
に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1
項）、（9）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第10条第2項）、（10）定期点検整備の実施違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条）、（11）整備管理者の研
修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第15条）、（12）
運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
23条第1項）、（13）事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第
9条第3項）

48 19

貨物 2020 11 25

株式会社 鳥羽田運輸
（法人番号
50500010031170鳥羽田
旭

茨城県東茨城郡茨城町
宮ヶ崎１７５－７

本社
茨城県鉾田市大
字玉田１０４６
－１１４

事業許可の取消し
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第18条
第1項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、平成31年2月20日及び令
和元年8月29日、監査を実施。15件の違反が認められた。（1）乗務時
間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4
項）、（2）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
7条）、（3）点呼の記録の改ざん・不実記載（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条第5項）、（4）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第8条第1項）、（5）運行記録計による記録義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（6）運転者に対する
指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、
（7）運転者に対する指導監督の記録の改ざん・不実記載（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（8）不正改造車両（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第41条）、（9）定
期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の
2）、（10）運行管理者の選任違反（貨物自動車運送事業法第18条第1
項）、（11）運行管理者の選任（解任）届出違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第19条）、（12）名義貸し（貨物自動車運送事業法第
27条第1項）、（13）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法
第9条第1項）、（14）事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法
第9条第3項）、（15）自動車に関する表示義務違反（道路運送法第95
条）

91 91

貨物 2020 11 25

株式会社 東商ロジス
ティクス（法人番号
50700010299690髙野
心大

群馬県前橋市西大室町
３１３－１

本社
群馬県伊勢崎市
田部井町２－１
２３９－１

輸送施設の使用停止
（120日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、平成31年3月7日及び令
和元年5月28日及び同年10月24日並びに同年12月26日、監査を実施。
12件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）疾病のおそれのある乗務
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（3）点呼の実施義
務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（4）乗務等の
記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（5）
運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9
条）、（6）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第1項）、（7）初任運転者に対する指導監督違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（8）初任運転者に対
する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条
第2項）、（9）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第13条）、（10）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事
業法第9条第1項）、（11）運賃及び料金の未届出（貨物自動車運送事
業報告規則第2条の2）、（12）自動車に関する表示義務違反（道路運
送法第95条）

12 12



貨物 2020 11 25
有限会社 山誠商事（法
人番号7030002033014
野口 恵吉

埼玉県所沢市坂之下９
７５－５

本社
埼玉県所沢市坂
之下９７５－５

輸送施設の使用停止
（２６０日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の2

無免許運転があった旨の公安委員会からの通知等を端緒として、令和
元年12月17日及び令和2年1月17日並びに同年3月17日、監査を実施。
11件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）疾病のおそれのある乗務
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（3）点呼の実施義
務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（4）乗務等の
記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（5）
運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9
条）、（6）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第1項）、（7）高齢運転者に対する指導監督違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（8）初任・高齢運転
者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第10条第2項）、（9）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条の2）、（10）事業計画の変更認可違反（貨物自動
車運送事業法第9条第1項）、（11）事業計画事前届出違反（貨物自動
車運送事業法第9条第3項）

48 26

貨物 2020 11 25

株式会社 ユーアイ運輸
サービス（法人番号
3030002048065岡田
賢典

埼玉県八潮市緑町３－
１６－１２

本社
埼玉県八潮市緑
町３－１６－１
２

輸送施設の使用停止
（50日車）

貨物自動車運送事業
法第24条の4

酒気帯び運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2
年2月14日、監査を実施。5件の違反が認められた。（1）乗務時間等告
示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）
点呼の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5
項）、（3）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第1項）、（4）事業の健全な発達を阻害する競争のうち
社会保険等に未加入のもの（貨物自動車運送事業法第24条の4）、
（5）自動車に関する表示義務違反（道路運送法第95条）

5 5

貨物 2020 11 25
金津運輸有限会社(法人
番号7210002007271) 代
表者吉田治浩

福井県あわら市山西方
寺第2号5番地

本社営業所
福井県あわら市
山西方寺2-5

輸送施設の使用停止
(40日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和元年10月29日､監査方針に基づき､監査を実施｡9件の違反が認めら
れた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条第4項)､(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第7条第5項)､(4)乗務等の記録記載事項不備(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第8条)､(5)運行記録計による記録義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(6)運転者台帳の作成義務違
反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(7)運転者台帳の
記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(8)
一般講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1
項)､(9)事業報告書及び事業実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法第
60条第1項)

4 4

貨物 2020 11 25
協友運送株式会社（法人
番号8180001052833)
代表者布引修

愛知県名古屋市西区大
野木4丁目67

本社営業所
愛知県名古屋市
西区大野木4丁目
67

輸送施設の使用停止
(80日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和元年10月1日及び令和元年12月10日､公安委員会からの通知を端緒
として､監査を実施｡8件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の
遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)点呼の実施
義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(3)
点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5
項)､(4)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第9条)､(5)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第1項)､(6)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(7)特定の運転者に対する運
転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(8)
運行管理者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第22条)

8 8

貨物 2020 11 25

有限会社ヤマユウ重建
（法人番号
4190002015684) 代表
者山本治

三重県松阪市中道町658
番地1

本社営業所
三重県松阪市中
道町字古新田
658-1

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第1項及び第2項

令和2年10月13日､重傷事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡7件の違反が認められた｡(1)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の記録記載事項不備(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(3)運行記録計による記録
義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(4)運転者台帳の記
載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(5)運
転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10
条第1項)､(6)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第2項)､(7)特定の運転者に対する運転適性診断未受
診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)

0 0

タクシー 2020 11 25 新井 康高 東京都練馬区 個人 東京都練馬区
輸送施設の使用停止
（40日車）

ﾀｸｼｰ業務適正化特別
措置法第４３条第２
項

令和2年6月23日、法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として調査を
実施。1件の違反が認められた。(1)ﾀｸｼｰ乗車禁止地区における乗車(ﾀｸ
ｼｰ業務適正化特別措置法第43条第2項)

4 4

タクシー 2020 11 25 石川 幸男 東京都世田谷区 個人 東京都世田谷区
輸送施設の使用停止
（40日車）

ﾀｸｼｰ業務適正化特別
措置法第４３条第２
項

令和2年7月29日、法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として調査を
実施。1件の違反が認められた。(1)ﾀｸｼｰ乗車禁止地区における乗車(ﾀｸ
ｼｰ業務適正化特別措置法第43条第2項)

4 4

貸切バス 2020 11 25

武州交通興業株式会社
（法人番号
9012401002623） 代
表者 鈴木総一

東京都国分寺市西恋ヶ
窪1-45-19

埼玉中央営
業所

埼玉県鶴ヶ島市
柳戸町11-6

文書警告（処分日車
数20日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第１
項

令和2年10月14日、区域拡大を行ったことを端緒に監査を実施。1件の
違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督等義務違反(旅客自動車
運送事業運輸規則第38条第1項)

2 2

貸切バス 2020 11 25

有限会社ドリーム観光バ
ス（法人番号
8080102012481) 代表
者高遠昇

静岡県駿東郡清水町長
沢78番地の1

本社営業所
静岡県駿東郡清
水町畑中字殿ﾉ前
26番地の13

輸送施設の使用停止
(70日車)

道路運送法第9条の2
第1項

令和2年7月14日、監査方針に基づき、監査を実施。2件の違反が認めら
れた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2第1項)､(2)配
置車両数違反(道路運送法施行規則第15条第1項第4号)

7 7

貸切バス 2020 11 25

有限会社ルミナス交通
(法人番号
2140002031416) 代表者
小山幸夫

兵庫県三木市細川町細
川中274

本社
兵庫県三木市細
川町細川中273

文書警告（処分日車
数20日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

道路運送法第27条第
3項

令和2年10月21日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。2件の違
反が認められた。(1)点呼の記録義務違反【記載事項の不備】（旅客自
動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第24条第5項）、(2)乗務
等の記録義務違反【記録事項の不備】（運輸規則第25条第1項、第2
項、第4項）

10 2

貨物 2020 11 26
新光運輸株式会社(法人
番号7260001003192）
代表者延原寛紀

岡山県岡山市東区西大
寺川口488-1

本社営業所
岡山県岡山市東
区西大寺川口
488-1

輸送施設の使用停止
（20日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項及び
同条第4項

令和元年10月25日及び同年11月15日、情報提供を端緒として監査を実
施。6件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、(2)点呼
の記録義務違反（安全規則第7条第5項）、(3)点呼の記録事項義務違反
（安全規則第7条第5項）、(4)乗務等の記録事項義務違反（安全規則第
8条第1項）、(5)運転者台帳の記載事項義務違反（安全規則第9条の5第
1項）、(6)整備管理者の研修受講義務違反（安全規則第15条）

2 2

タクシー 2020 11 26

関西中央交通株式会社
(法人番号
7120001001689) 代表
者髙月廣海

大阪府大阪市城東区今
福南3丁目2番11号

鶴見
大阪府大阪市鶴
見区横堤3丁目9
番25号

輸送施設の使用停止
(40日車)

道路運送法(以下
「法」)第13条

令和2年8月27日、苦情を端緒として調査を実施。1件の違反が認められ
た。運送引受義務違反(法第13条)

8 4



貸切バス 2020 11 26

伊万里交通株式会社（法
人番号
1300001009463） 代
表者池田順二

佐賀県伊万里市南波多
町井手野2954-2

本社営業所
佐賀県伊万里市
南波多町井手野
2954-2

文書警告
道路運送法（以下｢
法｣）第27条第3項､
法第29条

令和2年10月13日、監査実施。3件の違反が認められた。(1)点呼の記録
事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条
第5項）､(2)乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第25条）､(3)自動車
事故報告規則に規定する事故の届出違反(道路運送法第29条)

21 3

タクシー 2020 11 27

有限会社北上タクシー
（法人番号
2400002009286） 代
表者立花徳久

岩手県北上市新穀町1丁
目7番30号

本社営業所
岩手県北上市新
穀町1丁目46番7
号

輸送施設の使用停止
（40日車）及び文書
警告

道路運送法（以下｢
法｣）第9条の3第1
項、法第27条第3項

令和2年1月27日及び8月11日、監査方針を端緒として監査を実施した結
果、4件の違反が認められた｡（1）認可運賃･料金収受違反（道路運送
法第9条の3第1項）、（2）運転者に対する指導監督義務違反（旅客自
動車運送事業運輸規則（以下｢運輸規則｣）第38条第1項）、（3）高齢
運転者に対する指導義務違反（運輸規則第38条第2項）、（4）高齢運
転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第38条第2項）

4 4

タクシー 2020 11 27

芦屋タクシー株式会社
(法人番号
3140001000098) 代表
者高橋朋宏

兵庫県芦屋市大東町4番
地7号

本社
兵庫県芦屋市大
東町4番地7号

輸送施設の使用停止
(100日車)

道路運送法(以下
「法」)第27条第3項

令和2年8月14日、苦情を端緒として調査を実施。2件の違反が認められ
た。(1)営業区域外旅客運送(法第20条)、(2)乗務等の記録義務違反【記
録の改ざん・不実記載】(旅客自動車運送事業運輸規則第25条第3項、
第4項)

10 10

貸切バス 2020 11 27
有限会社豊中観光（法人
番号8470002016626)
代表者藤川明宏

香川県三豊市豊中町上
高野114-2

本社営業所
香川県三豊市豊
中町上高野1587-
3

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年10月29日、旅客自動車運送事業に関する監査方針に基づき監査
を実施したところ、4件の違反が確認された。(1)国土交通省告示による
損害賠償責任保険(共済)が未締結であったこと（旅客自動車運送事業運
輸規則（以下「運輸規則」）第19条の2）、(2)運転者に対する点呼の
実施結果の記録内容が不適切であったこと（運輸規則第24条第5項）、
(3)乗務員台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと
（運輸規則第37条第1項）、(4)点検整備記録簿等の記載が確実になさ
れていなかったこと（運輸規則第45条）

3 3

貨物 2020 11 30

エア・ウォーター物流株
式会社（法人番号６４３
０００１００９４７０）
代表者向出敏行

北海道札幌市中央区北
３条西１丁目２番地

旭川営業所
北海道旭川市東
旭川北３条６丁
目９４番地１

文書警告
貨物自動車運送事業
法第１７条第１項第
２号

令和２年１１月５日、第一当事者と推定される死亡事故を引き起こし
たことを端緒として監査を実施。１件の違反が認められた。（１）定
期点検整備の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条
の２）

0 0

貨物 2020 11 30
大利興産株式会社（法人
番号4120101037074）
代表者矢部澄江

大阪府岸和田市岸之浦
町10-10

本社営業所
大阪府岸和田市
岸之浦町10-10

輸送施設の使用停止
（80日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和2年7月1日、死亡事故を引き起こしたことを端緒に監査を実施。6
件の違反が認められた。（1）事業計画変更認可違反【自動車車庫の位
置及び収容能力違反】（貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4
号）、（2）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間
及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（3）点呼の記録違反【記録
の改ざん・不実記載】（安全規則第7条第5項）、（4）乗務等の記録違
反【記載事項等の不備】（安全規則第8条）、（5）「貨物自動車運送
事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」に
よる運転者に対する指導及び監督違反【一部不適切】（安全規則第10
条第1項）、（6）整備管理者の研修受講義務違反【研修未受講】（安
全規則第15条）

8 8

タクシー 2020 11 30
大平交通株式会社（法人
番号8180001099635)
代表者宮﨑稔

愛知県あま市甚目寺五
位田138番地

本社営業所
愛知県あま市甚
目寺五位田138番
地

輸送施設の使用停止
(120日車)

旅客自動車運送事業
運輸規則第24条第5
項

令和2年7月17日、監査方針に基づき、監査を実施。2件の違反が認めら
れた。(1)点呼の記録不実記載(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5
項)､(2)乗務等の記録不実記載(旅客自動車運送事業運輸規則第25条第3
項)

20 12

貨物 2020 12 1

津軽高速運輸有限会社
（法人番号
3420002012444） 代
表者佐藤眞治

青森県つがる市木造越
水長谷川130番地

本社営業所
青森県つがる市
木造越水長谷川
130番地

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項、法第17条
第4項

令和元年10月31日及び令和2年8月19日、監査方針を端緒として監査を
実施した結果、2件の違反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第3条第4
項）、（2）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1
項）

4 4

貨物 2020 12 1
阿南運輸有限会社（法人
番号1480002012597)
代表者大西光照

徳島県阿南市中大野町
北傍示359-3

本社営業所
徳島県阿南市中
大野町北傍示
422-2

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第1項、第
4項

令和2年10月14日及び同年10月21日、労働局と合同で監査を実施した
ところ、3件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が
不適切であり、連続運転時間の限度を超えて乗務していた者があった
こと（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第
4項）、(2)運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であった
こと（安全規則第7条第5項）、(3)事業用自動車の運行の安全を確保す
るために必要な運転者に対する指導監督の記録が確実になされていな
かったこと（安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2020 12 1
有限会社西阿運送（法人
番号1480002014817)
代表者遠藤圭介

徳島県美馬市脇町大字
脇町字大堀761-4

本社営業所
徳島県美馬市脇
町大字脇町字大
堀761-4

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第1項、第
4項

令和2年10月28日、労働局と合同で監査を実施したところ、2件の違反
が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所
定の拘束時間及び連続運転時間の限度を超え、また所定の休息期間が
十分確保されない状態で乗務していた者があったこと（貨物自動車運
送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、(2)運行指示
書を作成していなかったこと（安全規則第9条の3第1項、第2項、第3
項）

0 0

貨物 2020 12 1
株式会社みやび（法人番
号3120001143915）
代表者波部孝史

大阪府大阪市鶴見区鶴
見一丁目3番47号

本社営業所
大阪府堺市東区
草尾37-2

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第1項第2
号

令和2年2月6日及び同年10月5日、関係機関からの情報を端緒に監査を
実施。6件の違反が認められた。(1)整備管理者の選任（変更）の未届
出、虚偽届出【選任の未届出に係るもの】（貨物自動車運送事業輸送
安全規則（以下「安全規則」）第3条の2、道路運送車両法（以下「車
両法」）第52条）、(2)点検整備違反【定期点検整備等の未実施】（安
全規則第3条の2、車両法第48条）、（3）点呼の記録違反【記載事項等
の不備】（安全規則第7条第5項）、（4）乗務等の記録違反【記載事項
等の不備】（安全規則第8条）、（5）運行記録計による記録違反【記
録】（安全規則第9条）、（6）運転者台帳【記載事項等の不備】（安
全規則第9条の5第1項）

0 0

貨物 2020 12 1

株式会社 ＡＮＤ ＭＯ
ＲＥ（法人番号
60101010097680神谷
栄作

東京都八王子市南大沢
４－１２－３－５０３

本社

東京都八王子市
堀之内２－１７
－９－１Ｆ
（旧：東京都八
王子市下柚木３
７６－１）

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、平成26年2月21日及び平
成26年3月7日、監査を実施。2件の違反が認められた。（１）運転者に
対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1
項）、（２）運行管理者の選任（解任）届出違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第19条）

1 1

貨物 2020 12 1
有限会社 ヨシイ（法人
番号40700020126360篠
原 秀和

群馬県高崎市寺尾町１
２３６

本社
群馬県高崎市吉
井町岩崎２０９
５

輸送施設の使用停止
（190日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第5項

救護措置義務違反があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、
令和2年2月7日及び同年2月21日、監査を実施。7件の違反が認められ
た。（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条第4項）、（２）点呼の記録義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第5項）、（３）点呼の記録の改ざん・不実記載
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）、（４）乗務等の記
録の改ざん・不実記載（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1
項）、（５）運行記録計による記録の改ざん・不実記録（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第9条）、（６）運行指示書の作成義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3）、（７）運転者に対する指
導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

19 19



貨物 2020 12 1
有限会社 新高運送（法
人番号30400020462090
髙橋 邦男

千葉県松戸市稔台２－
６０－３

本社
千葉県八千代市
大和田新田１３
８－７６

輸送施設の使用停止
（220日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

行政処分等を受けたにもかかわらず改善が認められないことを端緒と
して、令和2年2月5日、監査を実施。10件の違反が認められた。（１）
乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第
4項）、（２）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条第6項）、（３）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第7条）、（４）乗務等の記録義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第8条第1項）、（５）運行記録計による記録義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（６）運行指示書の
作成義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3）、（７）
運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
10条第1項）、（８）初任・高齢運転者に対する指導監督違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（９）高齢運転者に対する
適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項）、（１０）運行管理者に対する指導及び監督違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第22条）

36 22

貨物 2020 12 1
株式会社 昇福運輸（法
人番号20600010242470
中嶋 理恵子

栃木県小山市大字外城
２６７－８

本社
栃木県小山市大
字外城２６７－
８

輸送施設の使用停止
（170日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第8条
第1項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和2年2月21日、同年3
月18日及び同年3月31日、監査を実施。13件の違反が認められた。
（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第3条第4項）、（２）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第6項）、（３）点呼の実施義務違反等（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条）、（４）乗務等の記録事項違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（５）乗務等の記録の改
ざん・不実記載（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、
（６）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第9条）、（７）運行記録計による記録の改ざん・不実記録（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（８）運行指示書の作成義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3）、（９）運転者に対
する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1
項）、（１０）初任運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第2項）、（１１）初任運転者に対する適性診断
受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（１
２）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条
の2）、（１３）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9
条第1項）

17 17

貨物 2020 12 1

株式会社 エーシング
（法人番号
34300010621420滝林
良幸

神奈川県相模原市中央
区下九沢６２－２

本社

神奈川県相模原
市中央区下九沢
６２－２（旧：
神奈川県相模原
市中央区田名２
１６５－２２）

輸送施設の使用停止
（120日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の2

行政処分等を受けたにもかかわらず改善が認められないことを端緒と
して、令和2年2月6日及び同年3月13日、監査を実施。8件の違反が認め
られた。（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第4項）、（２）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（３）点呼の実施義務違反等
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（４）運行記録計による
記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（５）運転
者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1
項）、（６）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条の2）、（７）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則
第2条）、（８）運賃及び料金の未届出（貨物自動車運送事業報告規則
第2条の2）

23 12

乗合バス 2020 12 2

日ノ丸自動車株式会社
(法人番号
7270001000651） 代
表者馬場進

鳥取県鳥取市古海620番
地

鳥取営業所
鳥取県鳥取市古
海620番地

輸送施設の使用停止
（60日車）

道路運送法第27条第
3項

令和2年2月26日、当該事業者より無車検運行を行った旨の自己申告を
受けたことを端緒として監査を実施。1件の違反が認められた。無車検
運行（旅客自動車運送事業運輸規則第４５条）

6 6

貨物 2020 12 3
三和運輸株式会社（法人
番号3290001065424）
代表者林田聖児

熊本県熊本市北区植木
町舞尾647-3

本社営業所
熊本県菊池市旭
志小原1397-3

事業停止（60日
間）、輸送施設の使
用停止（160日車）、
文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
8条第1項、法第11
条、法第17条第1
項、法第17条第4
項、法第18条第1
項、法第60条第1
項、道路運送車両法
（以下｢車両法｣）第
48条、車両法第50
条第1項

令和1年6月20日、監査実施。21件の違反が認められた。(1)～(3)事業
計画(営業所・自動車車庫・休憩睡眠施設)に定めるところに従う義務違
反(貨物自動車運送事業法（以下「法」）第8条第1項)、(4)運送約款の
掲示違反（法第11条)、(5)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運
送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項)、(6)疾病、疲労
等のおそれのある乗務(安全規則第3条第6項)、(7)運行管理者の選任違
反(安全規則第18条第1項)、(8)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、
(9)乗務等の記録義務違反(安全規則第8条)、(10)乗務等の記録事項義務
違反(安全規則第8条)、(11)乗務等の記録保存義務違反(安全規則第8
条)、(12)運行記録計による記録保存義務違反(安全規則第9条)、(13)運
行指示書に係る（作成、指示、携行）義務違反(安全規則第9条の3第1
項)、(14)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、
(15)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(16)特定運
転者に対する特別な指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(17)特定運
転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(18)整備
管理者の選任違反(安全規則第13条、道路運送車両法（以下「車両
法」）第50条第1項)、(19)定期点検整備の実施違反(安全規則第13条、
車両法第48条)、(20)運行管理規程の制定違反(安全規則第21条)、(21)
報告義務違反(法第60条第1項)

76 76

タクシー 2020 12 3

株式会社けやき交通（法
人番号
5370001011806） 代
表者大西光雄

宮城県仙台市若林区卸
町東4丁目2番地37

本社営業所
宮城県仙台市若
林区卸町東4丁目
2-18

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年12月3日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実施した
結果、1件の違反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

タクシー 2020 12 3

有限会社振興タクシー
（法人番号
5370002007646） 代
表者伊藤直喜

宮城県仙台市宮城野区
扇町3丁目4番24号

本社営業所
宮城県仙台市宮
城野区扇町3丁目
4番24号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年12月3日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実施した
結果、1件の違反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

タクシー 2020 12 3

有限会社昭和タクシー
（法人番号
5330002025949） 代
表者長谷川良毅

熊本県八代市塩屋町2-
26

本社営業所
熊本県八代市塩
屋町2-25

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年12月3日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対
する指導監督違反（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

タクシー 2020 12 4

宝タクシー第三株式会社
（法人番号
2180001105951) 代表
者吉村憲雄

愛知県名古屋市熱田区
神宮4丁目7番27号

港営業所
愛知県名古屋市
港区港陽三丁目
104～107

輸送施設の使用停止
(110日車)

旅客自動車運送事業
運輸規則第48条の3

令和2年6月26日、監査方針に基づき、監査を実施。3件の違反が認めら
れた。(1)運行管理者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運
輸規則第48条の3)､(2)無登録運転者の乗務（タクシー業務適正化特別措
置法第3条）、(3)運転者証等類似不正表示禁止違反（タクシー業務適正
化特別措置法第47条）

15 11

タクシー 2020 12 4

名鉄東部交通株式会社
（法人番号
3180301019438) 代表
者大竹宏

愛知県豊田市広久手町2
丁目28番地1号

本社営業所
愛知県豊田市広
久手町2丁目28番
地1号

輸送施設の使用停止
(30日車)及び文書警
告

道路運送法第13条

令和2年10月15日及び令和2年10月22日、監査方針に基づき、監査を実
施。2件の違反が認められた。(1)運送引受義務違反(道路運送法第13
条)､(2)運転者に対する地理､応接の指導監督義務違反(旅客自動車運送
事業運輸規則第39条)

3 3

タクシー 2020 12 4

三ツ輪タクシー株式会社
（法人番号
2180001013584) 代表
者山口貴史

愛知県名古屋市北区清
水3丁目16番28号

本社営業所
愛知県名古屋市
北区清水3丁目16
番28号

輸送施設の使用停止
(60日車)

旅客自動車運送事業
運輸規則第45条

令和2年10月28日、監査方針に基づき、監査を実施。1件の違反が認め
られた。(1)無車検運行(旅客自動車運送事業運輸規則第45条)

6 6



タクシー 2020 12 4

株式会社国際興業神戸
(法人番号
5140001103320) 代表者
山本康夫

兵庫県神戸市中央区港
島3丁目7－2

明石
兵庫県神戸市西
区小山3丁目11番
17号

輸送施設の使用停止
(10日車)

道路運送法第27条第
3項

令和2年7月21日、公安委員会からの通報を端緒として監査を実施。5件
の違反が認められた。(1)点呼の記録義務違反【記載事項の不備】(旅客
自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第5項)、(2)点呼の
記録義務違反【記録の保存】(運輸規則第24条第5項)、(3)運行記録計に
よる記録義務違反【記録】(運輸規則第26条第2項)、(4)「旅客自動車運
送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」
による運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(5)整
備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条)

1 1

乗合バス 2020 12 4
阪急バス株式会社(法人
番号6120901019848) 代
表者井波洋

大阪府池田市井口堂1丁
目9番21号

茨木
大阪府茨木市上
郡2丁目14番4号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年11月6日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対
して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する指導監督義務違
反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

4 1

貨物 2020 12 7

株式会社遊佐運輸倉庫
（法人番号
1390001006980） 代
表者土門保雄

山形県飽海郡遊佐町藤
崎字茂り松2番地の1167

本社営業所
山形県飽海郡遊
佐町藤崎字茂り
松2番地の1167

輸送施設の使用停止
（20日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項、法第17
条第4項

令和2年7月16日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、2件の違
反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第3条第4項）、（2）運転者に対
する指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）

2 2

タクシー 2020 12 7

平和タクシー株式会社
（法人番号
5290801003358） 代
表者中島洋美

福岡県北九州市小倉北
区大田町14-13

富野営業所
福岡県北九州市
小倉区宇佐町1-
9-16

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年10月22日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対
する指導監督違反（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

貨物 2020 12 8

富樫運輸建設株式会社
（法人番号
3390001006871） 代
表者富樫善明

山形県東田川郡庄内町
小出新田字大谷地52番
地6

本社営業所
山形県東田川郡
庄内町小出新田
字大谷地52番地6

輸送施設の使用停止
（50日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項、法第17条
第4項

令和2年7月28日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、7件の違
反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第3条第4項）、（2）運行指示書
の作成義務違反（安全規則第9条の3第1項）、（3）運転者に対する指
導監督義務違反（安全規則第10条第1項）、（4）運転者に対する指導
監督の記録違反（安全規則第10条第1項）、（5）運転者に対する指導
監督の記録事項義務違反（安全規則第10条第1項）、（6）高齢運転者
に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第2項）、（7）高齢運転
者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）

5 5

貨物 2020 12 8

日通東愛知運輸株式会社
（法人番号
2180301010141) 代表
者小島英史

愛知県豊川市牛久保町
字城下85-1

本社営業所
愛知県豊川市牛
久保町城下85-1

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第5項

令和2年10月27日､重傷事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡2件の違反が認められた｡(1)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第7条第5項)､(2)運転者に対する指導監督義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)

0 0

貨物 2020 12 8
山本運輸株式会社（法人
番号5160001008856）
代表者山本ゆかり

滋賀県愛知郡愛荘町長
野字中川原355

本社営業所
滋賀県愛知郡愛
荘町長野字中川
原355

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和2年6月24日及び同年7月7日、公安委員会からの通報を端緒に監査
を実施。6件の違反が認められた。（1）事業計画変更認可違反【自動
車車庫の位置及び収容能力違反】（貨物自動車運送事業法施行規則第2
条第1項第4号）、（2）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者
の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（3）点呼の実施
違反【未実施】（安全規則第7条第1項から第3項）、（4）運行記録計
による記録違反【記録】（安全規則第9条）、（5）運転者台帳【記載
事項等の不備】（安全規則第9条の5第1項）、（6）「貨物自動車運送
事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」に
よる運転者に対する指導及び監督に係る記録の作成・保存【記録】
（安全規則第10条第1項）

6 6

貨物 2020 12 8
株式会社梅野運輸（法人
番号4122001016975）
代表者梅野晃裕

京都府相楽郡精華町精
華台9丁目1番地15

本社営業所
京都府相楽郡精
華町精華台9丁目
1番地15

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和2年7月17日、死亡事故を引き起こしたことを端緒に監査を実施。5
件の違反が認められた。（1）点呼の実施違反【未実施】（貨物自動車
運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第7条第1項及び第2項）、
（2）点呼の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、
（3）運転者台帳【記載事項等の不備】（安全規則第9条の5第1項）、
（4）（5）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して
行う指導及び監督の指針」（以下「指導監督告示」）による運転者に
対する指導及び監督違反【一部不適切】、指導監督告示による運転者
に対する指導及び監督に係る記録の作成・保存【記録】（安全規則第
10条第1項）

6 6

貨物 2020 12 8

株式会社ＭＯＴＯＹＡＭ
Ａ ＬＩＮＥ（法人番号
7140001067407） 代
表者樋本聡一

兵庫県神戸市東灘区深
江浜町77番地2-16

本社営業所
兵庫県神戸市北
区山田町小部字
妙賀5-2

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和2年10月23日、労働局からの通報を端緒に監査を実施。2件の違反
が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の
勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）点呼の実施違
反【未実施】（安全規則第7条第1項から第3項）

0 0

貨物 2020 12 8

平野カーゴ株式会社（法
人番号
8140001038209） 代
表者田中邦男

兵庫県神戸市西区神出
町田井1320番地の58

本社営業所
兵庫県神戸市西
区神出町田井
1320番地の58

文書警告
貨物自動車運送事業
法第9条第3項前段

令和2年10月28日、死亡事故を引き起こしたことを端緒に監査を実施。
3件の違反が認められた。（1）事業計画変更事前届出違反【各営業所
に配置する事業用自動車の種別ごとの数違反】（貨物自動車運送事業
法施行規則第6条第1項第1号）、（2）「貨物自動車運送事業の事業用
自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、
（3）点呼の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）

0 0

貨物 2020 12 8
ＯＳＯ 株式会社（法人
番号61300010472860鈴
木 闘志也

京都府八幡市岩田西玉
造８０番地

東日本
茨城県水戸市八
幡町１３７３番
１

輸送施設の使用停止
（130日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがあることを端緒として、令和2年1月28日及び同年2月
26日、監査を実施。8件の違反が認められた。（１）乗務時間等告示の
遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（２）乗
務時間等告示なお書きの遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第3条第4項）、（３）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条）、（４）点呼の記録の改ざん・不実記載（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条第5項）、（５）運転者に対する指導監
督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（６）定
期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の
2）、（７）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1
項）、（８）事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3
項）

13 13

貨物 2020 12 8
株式会社 サクセス（法
人番号30500020180000
武笠 弘二

茨城県常総市新石下３
９３８番地

古河
茨城県古河市高
野７２２番地１

輸送施設の使用停止
（50日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

救護措置義務違反があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、
令和2年2月13日、監査を実施。6件の違反が認められた。（１）乗務時
間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4
項）、（２）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条第6項）、（３）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第7条）、（４）運転者に対する指導監督違反等（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（５）初任運転者に対す
る指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、
（６）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3
条の2）

5 5



貨物 2020 12 8

株式会社 中澤自動車運
輸（法人番号
40300010764620中澤
龍彦

埼玉県川口市中青木２
－９－３０

本社
埼玉県川口市中
青木２－９－３
０

輸送施設の使用停止
（50日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

死亡事故を引き起こしたことを端緒として、令和元年11月14日及び同
年12月5日、監査を実施。7件の違反が認められた。（１）乗務時間等
告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、
（２）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条）、（３）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第8条第1項）、（４）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第9条）、（５）運転者に対する指導監督違反等
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（６）運行管理者
に対する指導及び監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第22
条）、（７）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第
1項）

5 5

貨物 2020 12 8

株式会社 トムスエン
タープライズ（法人番号
10300011016850孫 海
蓮

埼玉県草加市吉町１－
５－３５－６０２ レ
クセル草加第３

越谷
埼玉県越谷市増
林１－１７４－
４

輸送施設の使用停止
（130日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和2年1月21日及び同
年2月3日、監査を実施。10件の違反が認められた。（１）疾病のおそ
れのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、
（２）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条）、（３）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第8条第1項）、（４）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第9条）、（５）運転者に対する指導監督違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（６）初任運転者
に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項）、（７）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（８）定期点検整備の実施違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2）、（９）点検整備記録
簿の保存義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2）、
（１０）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1
項）

13 13

貨物 2020 12 8

近物レックス 株式会社
（法人番号
80801010054940堀内
悟

静岡県駿東郡清水町伏
見字向田３５１

土浦運行
茨城県かすみが
うら市上稲吉２
０４８－５

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

無免許運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年
6月9日及び同年7月15日、監査を実施。5件の違反が認められた。
（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第3条第4項）、（２）点呼の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第7条第5項）、（３）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第8条第1項）、（４）運転者に対する指導監督違
反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（５）定期点
検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2）

6 2

貨物 2020 12 8

有限会社 ワイ・アシス
ト（法人番号
70400020588520大方
克友

千葉県成田市三里塚光
ケ丘１－１３４８

本社
千葉県成田市三
里塚光ケ丘１－
１３４８

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

過積載運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年
9月11日、監査を実施。1件の違反が認められた。（１）過積載運送
（貨物自動車運送事業法第17条第3項）

3 3

貨物 2020 12 8
長崎興業 株式会社（法
人番号90117010058720
長嵜 貞昭

東京都江戸川区瑞江２
－１５－８－２０２

本社

東京都江戸川区
瑞江２－１５－
８－２０２
（旧：東京都江
戸川区南篠崎町
４－１４－１
６）

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

救護措置義務違反があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、
令和2年9月11日及び同年9月28日、監査を実施。3件の違反が認められ
た。（１）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第1項）、（２）事故惹起運転者に対する指導監督違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（３）事故惹起運
転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第10条第2項）

0 0

タクシー 2020 12 8

株式会社エム・アイ・
オー（法人番号
6011801033371） 代
表者呂澪澪

東京都足立区東伊興一
丁目3番4号ﾌｧﾐﾘｱｰﾚﾖｺﾔﾏ
B101号室

本社営業所

東京都足立区東
伊興一丁目3番4
号ﾌｧﾐﾘｱｰﾚﾖｺﾔﾏ
B101号室

輸送施設の使用停止
（50日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第２１条第
５項

令和元年12月11日、新規許可を受けたことを端緒として監査を実施。3
件の違反が認められた。(1)健康状態の把握義務違反(旅客自動車運送事
業運輸規則(以下､運輸規則)第21条第5項)､(2)新任運転者に対する指導
監督義務違反(運輸規則第36条第2項)､(3)運行管理者及び統括運行管理
者の講習受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項)

5 5

タクシー 2020 12 8

有限会社躍進タクシー
（法人番号
7050002012387） 代
表者小野恵子

茨城県土浦市並木3丁目
16番地5号

本社営業所
茨城県土浦市並
木3-16-5

輸送施設の使用停止
（51日車）

道路運送法第１５条
第１項

令和2年1月27日、法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として監査を
実施。7件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(道路運送
法第15条第1項)､(2)乗務時間等の基準の遵守違反(旅客自動車運送事業
運輸規則(以下､運輸規則)第21条第1項)､(3)点呼の実施等義務違反(運輸
規則第24条)､(4)乗務記録の記録事項の不備(運輸規則第25条第3項)､(5)
運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(6)高齢運転
者に対する告示で定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､
(7)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)

6 6

タクシー 2020 12 8

有限会社イチバン流通
（法人番号
1011702003866） 代
表者兵藤博

東京都江戸川区北葛西
3-8-8

本社営業所
東京都江戸川区
北葛西3-8-8

輸送施設の使用停止
（117日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第２１条第
５項

令和2年1月28日及び令和2年2月7日、酒酔い運転及び薬物等使用運転が
あった旨公安委員会からの通知を端緒として監査を実施。4件の違反が
認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸
規則(以下､運輸規則)第21条第1項)､(2)健康状態の把握義務違反(運輸規
則第21条第5項)､(3)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条
第1項)､(4)事故の未届出(道路運送法第29条)

22 12

タクシー 2020 12 8
株式会社華信（法人番号
6011801031482） 代
表者鄭博

東京都足立区伊興3-3-8 本社営業所
東京都足立区西
保木間2-8-9国井
ｺｰﾎﾟ101号室

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第２１条第
５項

令和2年1月15日、新規許可を受けたことを端緒として監査を実施。1件
の違反が認められた。(1)健康状態の把握義務違反(旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第5項)

0 0

タクシー 2020 12 8 青山 寿夫 東京都練馬区 個人 東京都練馬区
輸送施設の使用停止
(10日車)及び輸送の
安全確保命令

道路運送法第２９条

令和2年6月17日及び令和2年7月1日、救護義務違反があった旨公安委員
会からの通知を端緒として監査を実施。2件の違反が認められた。(1)乗
務記録の記録保存務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第25条第3項)､
(2)事故の未届出(道路運送法第29条)

1 1

乗合バス 2020 12 8

サンデン交通株式会社
(法人番号
8250001005486） 代
表者河内秀夫

山口県下関市羽山町3番
3号

新下関営業
所

山口県下関市形
山字大畠71番地

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年9月17日及び同年11月13日、重傷事故を端緒として監査を実
施。2件の違反が認められた。(1)乗務員台帳の記載事項義務違反（旅客
自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第37条第1項）、(2)運
転者に対する指導監督の記録事項義務違反（運輸規則第38条第1項）

1 0

貸切バス 2020 12 8
雲龍株式会社（法人番号
3011801034521） 代
表者 南明月

東京都葛飾区東水元2-
11-5

本社営業所
東京都葛飾区東
水元2-11-5

文書警告（処分日車
数40日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第2
項

令和元年11月11日及び令和元年11月25日、新規許可を受けたことを端
緒に監査を実施。6件の違反が認められた。(1)点呼の記録事項義務違反
(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第24条第5項)､(2)乗務
等の記録の記録事項不備(運輸規則第25条第2項)､(3)運行指示書の記載
事項不備(運輸規則第28条の2第1項)､(4)運転者に対する指導監督義務違
反(運輸規則第38条第1項)､(5)初任運転者に対する適性診断受診義務違
反(運輸規則第38条第2項)､(6)運行管理補助者の届出義務違反(運輸規則
第68条)

4 4

貸切バス 2020 12 8

有限会社ドルフィンズ
（法人番号
9030002009870） 代
表者 奥谷昭夫

埼玉県さいたま市西区
大字指扇511-44

東京営業所
東京都板橋区三
園1-31-19-404

輸送施設の使用停止
（170日車）

道路運送法第9条の2
第1項

令和元年11月13日、令和元年11月14日及び令和元年12月17日、定期的
な監査を実施。5件の違反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反
(道路運送法第9条の2第1項)､(2)乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車
運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第21条第1項)､(3)点呼の実施等義務
違反(運輸規則第24条)､(4)運行記録計による記録義務違反(運輸規則第
26条第1項)､(5)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第
1項)

17 17

貸切バス 2020 12 8

株式会社セイフティ（法
人番号
8011801017281） 代
表者 渡辺一英

埼玉県川口市赤山111-8 東京営業所

東京都葛飾区西
水元3-17-9
ターナハイム
A101

輸送施設の使用停止
（110日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第24条

令和元年12月10日、令和元年12月23日、令和2年1月10日及び令和2年1
月22日、定期的な監査を実施。4件の違反が認められた。(1)運送引受
書の記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第7
条の2第1項)､(2)乗務時間等告示の遵守違反(運輸規則第21条第1項)､(3)
点呼の実施義務違反(運輸規則第24条)､(4)運転者に対する指導監督等義
務違反(運輸規則第38条第1項)

27 11



貸切バス 2020 12 8
三原交通株式会社(法人
番号7240001039833）
代表者小林みな子

広島県三原市西野4-4-1 世羅営業所
広島県世羅郡世
羅町本郷1794-1

輸送施設の使用停止
（130日車）及び文書
警告

道路運送法第27条第
3項

令和元年10月10日、同年10月24日及び同年11月1日、継続監視の監査
対象であることを端緒として監査を実施。10件の違反が認められた。
(1)運送引受書の記載事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以
下「運輸規則」）第7条の2第1項）、(2)点呼の記録事項義務違反（運
輸規則第24条第5項）、(3)乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第25
条第2項）、(4)運行記録計による記録義務違反（運輸規則第26条第1
項）、(5)運行指示書の記載事項義務違反（運輸規則第28条の2第1
項）、(6)運転者に対する指導監督義務違反（運輸規則第38条第1
項）、(7)運転者に対する指導監督の記録義務違反（運輸規則第38条第
1項）、(8)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反（運輸規則第
38条第1項）、(9)特定の運転者に対する特別な指導義務違反（運輸規
則第38条第2項）、(10)特定の運転者に対する適性診断受診義務違反
（運輸規則第38条第2項）

17 13

貸切バス 2020 12 8
株式会社平成バス（法人
番号6470001010623)
代表者村上永

香川県観音寺市大野原
町大字花稲433-25

本社営業所
香川県観音寺市
大野原町大野原
5788-1

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年11月19日、旅客自動車運送事業に関する監査方針に基づき監査
を実施したところ、3件の違反が確認された。(1)運転者に対する点呼の
実施結果の記録内容が不適切であったこと（旅客自動車運送事業運輸
規則（以下「運輸規則」）第24条第5項）、(2)運転者の乗務について
定められた事項の記録が不適切であったこと（運輸規則第25条第1項、
第2項、第4項）、(3)点検整備記録簿等の記載が確実になされていな
かったこと（運輸規則第45条）

14 1

タクシー 2020 12 9

2525タクシー株式会社
（法人番号
5370001013736） 代
表者佐藤恵美

宮城県仙台市宮城野区
仙台港北2丁目1番地の2

泉営業所
宮城県仙台市泉
区松森字台51-1

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年12月9日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実施した
結果、1件の違反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

タクシー 2020 12 9

有限会社光泉タクシー
（法人番号
9370002000713） 代
表者高橋千江子

宮城県仙台市泉区将監4
丁目5番1号

本社営業所
宮城県仙台市泉
区将監4丁目5番1
号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年12月9日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実施した
結果、1件の違反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

乗合バス 2020 12 9
株式会社森山（法人番号
9290001070187） 代
表者山口明子

福岡県糸島市曽根730-1 本社営業所
福岡県糸島市曽
根730-1

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年11月9日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)点呼の記録
事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項）

0 0

タクシー 2020 12 10
朝日自動車株式会社(法
人番号6120001030243)
代表者林明

大阪府大阪市住之江区
南港東3丁目1番27号

東大阪
大阪府東大阪市
菱江2丁目4番37
号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年11月4日、労働局からの通報を端緒として監査を実施。2件の違
反が認められた。(1)点呼の実施義務違反【未実施】(旅客自動車運送事
業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第1項、第2項)、(2)補助者の要件
違反(運輸規則第47条の9第3項)

0 0

貨物 2020 12 11

株式会社九州安全運輸
（法人番号
9290801013667） 代
表者大久保勝矢

福岡県北九州市門司区
新門司北2-7-16

本社営業所
福岡県北九州市
門司区新門司北
2-7-16

輸送施設の使用停止
（70日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項第1号、
法第17条第4項

令和2年10月7日、監査実施。9件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規
則」)第3条第4項)、(2)乗務時間等の基準なお書き違反(安全規則第3条
第4項)、(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)､(4)点呼の記録事項義
務違反(安全規則第7条第5項)、(5)乗務等の記録事項義務違反(安全規則
第8条)、(6)運行指示書に係る（作成、指示、携行）義務違反(安全規則
第9条の3第1項)､(7)運行指示書の記載事項義務違反(安全規則第9条の3
第1項)、(8)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、
(9)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)

7 7

貨物 2020 12 11

南総安房運輸 株式会社
（法人番号
80400010736780石川
正益

千葉県館山市那古１６
２８－１

本社
千葉県館山市那
古１６２８－１

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第5項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年10
月30日及び同年11月6日、監査を実施。2件の違反が認められた。
（１）点呼の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第
5項）、（２）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第1項）

0 0

タクシー 2020 12 11
株式会社泉交通（法人番
号2370001000448）
代表者笹川和男

宮城県仙台市泉区北中
山4丁目14番地の1

本社営業所
宮城県仙台市泉
区北中山4丁目14
番地の1

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年12月11日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実施した
結果、1件の違反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

タクシー 2020 12 11
有限会社飛泉屋（法人番
号4310002019755）
代表者田中滋

長崎県松浦市志佐町赤
木免451-1

くにみタク
シー営業所

長崎県松浦市志
佐町赤木免451-1

輸送施設の使用停止
（110日車）、文書警
告

道路運送法（以下
「法」）第23条第3
項、法第27条第3項

令和1年10月7日、監査実施。11件の違反が認められた。(1)運行管理者
の解任未届出違反（道路運送法第23条第3項）、(2)疾病、疲労等のお
それのある乗務（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）
第21条第5項）、(3)点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条第5
項）、(4)乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第25条）、(5)乗務員台
帳の作成義務違反（運輸規則第37条第1項）、(6)乗務員台帳の保存義
務違反（運輸規則第37条第2項）、(7)運転者に対する指導監督違反
（運輸規則第38条第1項）、(8)運転者に対する指導監督の記録又は指
導監督の記録保存違反（運輸規則第38条第1項）、(9)特定運転者に対
する特別な指導監督違反（運輸規則第38条第2項）、(10)特定運転者に
対する適性診断受診義務違反（運輸規則第38条第2項）、(11)乗務員服
務規律制定義務違反（運輸規則第41条）

11 11

貨物 2020 12 14
株式会社三興運輸（法人
番号2350001004319）
代表者矢野智久

宮崎県宮崎市橘通西5-
1-23

延岡営業所
宮崎県延岡市大
武町779-8

輸送施設の使用停止
（10日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項第1号、
法第17条第4項

令和2年7月29日、監査実施。6件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規
則」)第3条第4項)、(2)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5
項)、(3)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(4)運転者台帳の
記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(5)運転者に対する指導監
督違反(安全規則第10条第1項)、(6)特定運転者に対する特別な指導監督
違反(安全規則第10条第2項)

1 1

乗合バス 2020 12 14
株式会社東海バス（法人
番号3080101013304)
代表者眞野大輔

静岡県伊東市渚町2番地
28号

伊東営業所
静岡県伊東市荻
字梅畑1番1号

輸送施設の使用停止
(10日車)

道路運送法第16条第
1項

令和2年7月15日、監査方針に基づき、監査を実施。1件の違反が認めら
れた。(1)事業計画に定める業務の確保違反(道路運送法第16条第1項)

1 1

貸切バス 2020 12 14
福島交通株式会社（法人
番号9380001001389）
代表者武藤泰典

福島県福島市東浜町7番
8号

白河営業所
福島県白河市会
津町78番地5号

輸送施設の使用停止
（60日車）及び文書
警告

道路運送法（以下｢
法｣）第9条の2第1
項、法第27条第3項

令和元年7月30日及び8月5日、監査方針を端緒として監査を実施した結
果、3件の違反が認められた｡（1）運賃料金変更事前届出違反（道路運
送法第9条の2第1項）、（2）運送引受書の交付義務違反（旅客自動車
運送事業運輸規則（以下｢運輸規則｣）第7条の2第1項）、（3）乗務員
台帳の作成義務違反（運輸規則第37条第1項）

6 6

貨物 2020 12 15

株式会社東原畜産（法人
番号２４６０１０１００
１１８８） 代表者東原
賢二

北海道河西郡芽室町東
芽室南１線７－７

本社営業所
北海道河西郡芽
室町東芽室基線
８－１０

輸送施設の使用停止
（２０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
９条第１項、法第１
７条第１項第１号、
法第１７条第４項、
法第６０条第１項

令和２年７月１４日及び令和２年８月２１日、関係機関からの情報を
端緒として監査を実施。５件の違反が認められた。（１）事業計画変
更認可義務違反［自動車車庫の位置及び収容能力］（貨物自動車運送
事業法施行規則第２条第１項第４号）、（２）疾病・疲労等のおそれ
のある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）
第３条第６項）、（３）点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１
項、第２項、第３項）、（４）点呼の記録事項義務違反（安全規則第
７条第５項）、（５）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第６０条
第１項）

2 2



貨物 2020 12 15

旭川商運株式会社（法人
番号４４５０００１０１
１７７３） 代表者小野
紀幸

北海道旭川市春光台３
条１丁目７番２５号

本社営業所
北海道旭川市春
光台３条１丁目
７番２５号

輸送施設の使用停止
（１５０日車）及び
文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項第２
号、法第１７条第３
項、法第１７条第４
項、法第６０条第１
項

令和２年７月２１日、第一当事者と推定される死亡事故を引き起こし
たことを端緒として監査を実施。１０件の違反が認められた。（１）
定期点検整備の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以
下「安全規則」）第３条の２）、（２）整備管理者の研修受講義務違
反（安全規則第３条の４）、（３）過積載運送防止の指導監督の怠慢
（安全規則第４条）、（４）運転者台帳の作成義務違反（安全規則第
９条の５第１項）、（５）運転者台帳の記載事項義務違反（安全規則
第９条の５第１項）、（６）運転者に対する指導監督義務違反（安全
規則第１０条第１項）、（７）運転者に対する指導監督の記録保存義
務違反（安全規則第１０条第１項）、（８）特定運転者に対する適性
診断受診義務違反（安全規則第１０条第２項）、（９）運行管理者の
講習受講義務違反（安全規則第２３条第１項）、（１０）報告義務違
反（貨物自動車運送事業法第６０条第１項）

15 15

貨物 2020 12 15

株式会社久日本流通（法
人番号９４３０００１０
３１５４６） 代表者岸
本尚久

北海道札幌市中央区北
２条西２３丁目２－１

本社営業所
北海道札幌市中
央区北２条西２
３丁目２－１

輸送施設の使用停止
（２０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
９条第３項前段、法
第１７条第１項第１
号、法第１７条第４
項

令和２年９月３日及び令和２年９月１０日、関係機関からの情報を端
緒として監査を実施。６件の違反が認められた。（１）各営業所に配
置する事業用自動車の種別ごとの数違反（貨物自動車運送事業法施行
規則第６条第１項）、（２）乗務時間等の基準の遵守義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、
（３）乗務等の記録義務違反（安全規則第８条）、（４）運行記録計
による記録保存義務違反（安全規則第９条）、（５）運転者に対する
指導監督義務違反（安全規則第１０条第１項）、（６）特定運転者に
対する特別な指導義務違反（安全規則第１０条第２項）

2 2

貨物 2020 12 15

有限会社栗林運輸（法人
番号８４３０００２０４
７５４２） 代表者柴﨑
大介

北海道恵庭市穂栄２９
７

本社営業所
北海道恵庭市島
松仲町１丁目１
２番６号

輸送施設の使用停止
（１０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
９条第１項、法第９
条第３項後段、法第
１７条第１項第１
号、法第１７条第４
項、法第６０条第１
項

令和２年９月１１日、苦情その他事故、法令違反、事件、苦情等の状
況を端緒として監査を実施。９件の違反が認められた。（１）事業計
画変更認可義務違反［乗務員の休憩・睡眠施設の位置及び収容能力］
（貨物自動車運送事業法施行規則（以下「施行規則」）第２条第１項
第５号）、（２）事業計画事後届出義務違反［営業所又は荷扱所の名
称、位置（利用運送のみに係るもの及び運輸局長が指定する区域内に
おけるものに限る。）の変更］（施行規則第７条第１項第２号、第３
号）、（３）乗務時間等の基準の遵守義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、（４）乗務等の
記録事項義務違反（安全規則第８条）、（５）運転者台帳の作成義務
違反（安全規則第９条の５第１項）、（６）運転者台帳の記載事項義
務違反（安全規則第９条の５第１項）、（７）特定運転者に対する適
性診断受診義務違反（安全規則第１０条第２項）、（８）運行管理規
程の制定義務違反（安全規則第２１条第１項、第２項）、（９）報告
義務違反（貨物自動車運送事業法第６０条第１項）

1 1

貨物 2020 12 15

大昭倉庫株式会社（法人
番号１０８０１０１００
８９３３） 代表者大川
博泰

静岡県富士市中野字三
つ倉５７０

札幌営業所
北海道北広島市
大曲工業団地５
丁目２－４

輸送施設の使用停止
（１０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
９条第１項、法第１
７条第４項

令和２年９月２９日、関係機関からの情報を端緒として監査を実施。
２件の違反が認められた。（１）事業計画変更認可義務違反［自動車
車庫の位置及び収容能力］（貨物自動車運送事業法施行規則第２条第
１項第４号）、（２）運転者台帳の記載事項義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第９条の５第１項）

1 1

貨物 2020 12 15

北海サンユー株式会社
（法人番号９４３０００
１０２１５１４） 代表
者山本英昭

北海道北広島市大曲工
業団地６丁目１番地６

本社営業所
北海道北広島市
大曲工業団地６
丁目１番地６

輸送施設の使用停止
（２０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項第１
号、法第１７条第１
項第２号、法第１７
条第４項

令和２年９月３０日、関係機関からの情報を端緒として監査を実施。
３件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４
項）、（２）自動車検査証の備付け義務違反（安全規則第３条の
２）、（３）運転者台帳の記載事項義務違反（安全規則第９条の５第
１項）

2 2

貨物 2020 12 15
有限会社上田運輸（法人
番号9230002009966）
代表者上田青霄

富山県小矢部市道明
270-1

芹川営業所
富山県小矢部市
芹川29番地の1

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項及び
同条第4項

令和2年9月9日、監査実施。6件の違反が認められた。（1）乗務時間等
告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）（2）乗務時間等告示なお書きの遵守違反（安全規
則第3条第4項）（3）点呼の記録義務違反（安全規則第7条第5項）
（4）点呼の記録記載不備（安全規則第7条第5項）（5）乗務等の記録
記載不備（安全規則第8条）（6）運転者台帳の記載不備(安全規則第9
条の5第1項）

2 2

貨物 2020 12 15
株式会社セキ（法人番号
8220001012072） 代
表者関信一

石川県小松市御館町乙
1-6

本社営業所
石川県小松市御
館町乙1-6

輸送施設の使用停止
（80日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項及び
同条第4項

令和2年2月12日、監査実施。8件の違反が認められた。（1）乗務時間
等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項））（2）疾病、疲労等のおそれのある乗務（安全規
則第3条第6項）（3）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項、第2
項）（4）点呼の記録記載不備（安全規則第7条第5項）（5）運転者台
帳の記載不備(安全規則第9条の5第1項）（6）運転者に対する指導監督
違反（安全規則第10条第1項）（7）特定の運転者に対する指導監督違
反（安全規則第10条第2項）（8）特定の運転者に対する適性診断受診
義務違反（安全規則第10条第2項）

8 8

貨物 2020 12 15

株式会社神戸嵩高運送
（法人番号
6140001027345）代表
者橋形勲

兵庫県神戸市垂水区上
高丸3丁目13番5-502号

本社営業所
兵庫県加古郡稲
美町六分一字相
の山1209-187

輸送施設の使用停止
（80日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号（以下「法」）

令和2年7月2日及び同年7月7日、公安委員会からの通報を端緒に監査を
実施。8件の違反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用
自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、
（2）疾病・疲労等のおそれのある乗務（安全規則第3条第6項）、
（3）整備管理者の選任（変更）の未届出、虚偽届出【変更の未届出に
係るもの】（安全規則第3条の2、道路運送車両法第52条）、（4）点呼
の実施違反【未実施】（安全規則第7条第1項及び第2項）、（5）乗務
等の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第8条）、（6）運転者
台帳【記載事項等の不備】（安全規則第9条の5第1項）、（7）「貨物
自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督
の指針」による運転者に対する指導及び監督違反【一部不適切】（安
全規則第10条第1項）、（8）自動車事故報告規則に規定する事故の届
出違反【未届出】（法第24条）

8 8

貨物 2020 12 15
株式会社 昇英（法人番
号20400010890360松江
正章

千葉県松戸市常盤平柳
町１５－２３

本社
千葉県松戸市常
盤平柳町１５－
２３

事業停止（30日
間）、輸送施設の使
用停止（99日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第４項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、平成30年10月3日、監査
を実施。12件の違反が認められた。（１）疾病のおそれのある乗務
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（２）点呼の実施
義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（３）乗務等
の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、
（４）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条
第1項）、（５）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条）、（６）運転者に対する指導監督違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（７）点検整備記録簿の保存
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2）、（８）整備
管理者の選任違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路
運送車両法第50条第1項）、（９）整備管理者の選任（変更）未届出違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第52
条）、（１０）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第23条第1項）、（１１）報告義務違反（貨物自動車運送
事業報告規則第2条）、（１２）自動車に関する表示義務違反（道路運
送法第95条）

40 40



貨物 2020 12 15

茨城根本運輸 株式会社
（法人番号
40500010149240根本
政尚

茨城県坂東市辺田５２
２－７

本社
茨城県坂東市辺
田５２２－７

輸送施設の使用停止
（70日車）

貨物自動車運送事業
法9条第1項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年2
月19日及び同年4月15日、監査を実施。12件の違反が認められた。
（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第3条第4項）、（２）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第6項）、（３）点呼の実施義務違反等（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条）、（４）乗務等の記録義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（５）乗務等の記録事項
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（６）運行記
録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、
（７）運行記録計による記録保存義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第9条）、（８）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（９）事故惹起運転者に対する
指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（１
０）整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条の4）、（１１）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事
業法第9条第1項）、（１２）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告
規則第2条）

7 7

貨物 2020 12 15

エヌエヌ商事 株式会社
（法人番号
10600010096860七井
伸之

栃木県宇都宮市清原工
業団地１８－１

佐倉
千葉県佐倉市六
崎１６７６－２

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の4

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年7
月1日、監査を実施。4件の違反が認められた。（１）点呼の記録事項
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）、（２）運転者
に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1
項）、（３）整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条の4）、（４）事業計画の変更認可違反（貨物自動車
運送事業法第9条第1項）

2 2

タクシー 2020 12 15

釧路交通株式会社（法人
番号５４６０００１００
０３９４） 代表者中川
昌信

北海道釧路市星が浦大
通５丁目５番４９号

本社営業所
北海道釧路市星
が浦大通５丁目
５番４９号

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

令和２年１０月２８日及び令和２年１１月１８日、公安委員会からの
通報等を端緒として監査を実施。１件の違反が認められた。（１）整
備管理者の選任（変更）の届出義務違反（旅客自動車運送事業運輸規
則第４５条）

0 0

タクシー 2020 12 15
古舘一郎 代表者古舘一
郎

北海道札幌市手稲区西
宮の沢５条１丁目１７
－５

フルダテタ
クシー営業
所

北海道札幌市手
稲区西宮の沢５
条１丁目１７－
５

輸送施設の使用停止
（６０日車）

道路運送法第２７条
第３項

令和２年１１月５日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を
端緒として監査を実施。１件の違反が認められた。（１）無車検運行
（旅客自動車運送事業運輸規則第４５条）

6 6

タクシー 2020 12 15

太平タクシー合名会社
(法人番号
5360003005187)代表者
宇座栄

沖縄県宮古島市平良字
東仲宗根564番地8号

本社営業所
沖縄県宮古島市
平良字東仲宗根
564番地8号

文書警告
道路運送法(以下
「法」)第23条第3項

令和2年11月19日、長期間監査を実施していないことを端緒として監査
を実施。3件の違反が認められた。(1)運行管理者の解任届出違反(法第
23条第3項)、(2)点呼の実施義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以
下「運輸規則」)第24条第1項、第2項)、(3)点呼記録の記載事項不備(運
輸規則第24条第5項)

0 0

タクシー 2020 12 15

ヒノデ第一交通株式会社
（法人番号
8011701012523） 代
表者田頭寛三

東京都江戸川区中央三
丁目16番3号

江戸川営業
所

東京都江戸川区
中央3-16-3

輸送施設の使用停止
（10日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第４８条の
４第１項

令和元年11月15日及び令和元年12月3日、救護義務違反があった旨公安
委員会からの通知を端緒として監査を実施。6件の違反が認められた。
(1)乗務時間等の基準の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運
輸規則)第21条第1項)､(2)点呼の実施等義務違反(運輸規則第24条)､(3)
運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(4)運行管理
補助者の要件違反(運輸規則第47条の9第3項)､(5)運行管理者及び統括運
行管理者の講習受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項)､(6)運転者証の
返納等義務違反(ﾀｸｼｰ業務適正化特別措置法第16条第1項､第2項)

1 1

タクシー 2020 12 15

株式会社ロケバスネット
（法人番号
9013303002901） 代
表者多田和馬

東京都豊島区目白四丁
目21番7号

本社営業所
東京都足立区神
明1丁目1番5号

輸送施設の使用停止
（50日車）

道路運送法第１５条
第１項

令和元年12月13日及び令和元年12月17日並びに令和2年1月7日、新規
許可を受けたことを端緒として監査を実施。5件の違反が認められた。
(1)事業計画の変更認可違反(道路運送法第15条第1項)､(2)点呼の実施等
義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第24条)､(3)乗
務記録の記録事項の不備(運輸規則第25条第3項)､(4)新任運転者に対す
る指導監督義務違反(運輸規則第36条第2項)､(5)運転者に対する指導監
督義務違反(運輸規則第38条第1項)

5 5

乗合バス 2020 12 15

京浜急行バス株式会社
（法人番号
4010401050085） 代
表者 平位武

神奈川県横浜市西区高
島1-2-8

羽田営業所
東京都大田区羽
田4-1-1

輸送施設の使用停止
（70日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第1
項

令和2年2月20日、行政処分等を受けたにもかかわらず改善が認められ
ないことを端緒に監査を実施。3件の違反が認められた。(1)乗務時間等
告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第21条
第1項)､(2)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)､(3)運転者
に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)

27 7

乗合バス 2020 12 15

有限会社吉見タクシー
（法人番号
2030002096701） 代
表者 栁澤曻

埼玉県比企郡吉見町大
字久保田122-3

本社営業所
埼玉県比企郡吉
見町久保田122-3

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和2年11月10日及び令和2年11月17日、新規許可を受けたことを端緒
に監査を実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義
務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

貸切バス 2020 12 15

株式会社ＳＯＲＡ（法人
番号４４３０００１０７
０６０７） 代表者成承
奉

北海道札幌市清田区清
田２条３丁目３番１号

本社営業所
北海道札幌市清
田区清田２条３
丁目３番１号

輸送施設の使用停止
（１００日車）及び
文書警告

道路運送法（以下
「法」）第９条の２
第１項、法第２７条
第３項

令和２年１１月１２日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況
を端緒として監査を実施。４件の違反が認められた。（１）運賃料金
事前届出、運賃料金変更事前届出義務違反（道路運送法第９条の２第
１項）、（２）疾病、疲労等のおそれのある乗務（旅客自動車運送事
業運輸規則（以下「運輸規則」）第２１条第５項、（３）乗務員台帳
の記載事項義務違反（運輸規則第３７条第１項）、（４）運転者に対
する指導監督違反（運輸規則第３８条第１項）

10 10

貸切バス 2020 12 15

株式会社ＫＥＹＪＡＰＡ
Ｎ（法人番号
9010001149777） 代
表者 峰大輝

東京都江戸川区南葛西
4-6-26 メゾンパーク
サイド1-202

東京営業所

東京都江戸川区
南葛西4-6-26
メゾンパークサ
イド1-202

輸送施設の使用停止
（60日車）

道路運送法第9条の2
第1項

令和2年1月15日、新規許可を受けたことを端緒に監査を実施。1件の違
反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2第
1項)

6 6

貸切バス 2020 12 15
西岬観光株式会社（法人
番号6040001012588）
代表者 髙木恒明

千葉県千葉市緑区椎名
崎町189-1

本社営業所
千葉県千葉市緑
区椎名崎町189-1

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和2年10月19日、定期的な監査を実施。1件の違反が認められた。(1)
運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条
第1項)

0 0

貸切バス 2020 12 15

京成バスシステム株式会
社（法人番号
4040001021590） 代
表者 宮本貴史

千葉県船橋市栄町1-10-
10

本社営業所
千葉県船橋市栄
町1-10-10

文書警告（処分日車
数10日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和2年11月11日、死亡事故があった旨公安委員会からの通知を端緒に
監査を実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務
違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

1 1

貸切バス 2020 12 15

有限会社太陽タクシー
（法人番号
2050002032489） 代
表者 武子佳生

茨城県北茨城市関南町
神岡下2961

本社営業所
茨城県北茨城市
関南町神岡下
2961

輸送施設の使用停止
（60日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第24条

令和元年9月24日及び令和元年11月14日、定期的な監査を実施。6件の
違反が認められた。(1)運送引受書の記載事項の不備(旅客自動車運送事
業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第7条の2第1項)､(2)乗務時間等告示の遵守
違反(運輸規則第21条第1項)､(3)点呼の実施等義務違反(運輸規則第24
条)､(4)乗務等の記録の記録事項不備(運輸規則第25条第2項)､(5)運行指
示書の記載事項不備(運輸規則第28条の2第1項)､(6)運転者に対する指導
監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)

6 6



貸切バス 2020 12 15

有限会社あやめ交通（法
人番号
9050002028332） 代
表者 松兼寿直

茨城県潮来市大生1250-
1

本社営業所
茨城県潮来市大
生1250-1

輸送施設の使用停止
（395日車）

道路運送法第9条の2
第1項

令和元年11月26日及び令和元年12月11日、定期的な監査を実施。13件
の違反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法(以下｢
運送法｣)第9条の2第1項)､(2)営業区域外旅客運送(運送法第20条)､(3)運
送引受書の交付義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規
則｣)第7条の2第1項)､(4)運送引受書の記載事項の不備(運輸規則第7条の
2第1項)､(5)疾病のおそれのある乗務(運輸規則第21条第5項)､(6)点呼の
記録義務違反(運輸規則第24条第5項)､(7)乗務等の記録の記録事項不備
(運輸規則第25条第2項)､(8)運行指示書の作成義務違反(運輸規則第28条
の2第1項)､(9)運行指示書の記載事項不備(運輸規則第28条の2第1項)､
(10)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)､(11)初
任･高齢運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､
(12)初任･高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第
2項)､(13)定期点検整備等の未実施(運輸規則第45条)

40 40

貸切バス 2020 12 15
朝日交通株式会社(法人
番号3240001025473）
代表者面迫孝文

広島県呉市朝日町5番10
号

焼山北営業
所

広島県呉市焼山
北3丁目1番地8号

輸送施設の使用停止
（170日車）及び文書
警告

道路運送法第27条第
3項

令和元年11月12日及び同年11月26日、継続監視の監査対象であること
を端緒として監査を実施。13件の違反が認められた。(1)運送引受書の
記載事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規
則」）第7条の2第1項）、(2)乗務時間等告示の遵守違反（運輸規則第
21条第1項）、(3)点呼の記録義務違反（運輸規則第24条第5項）、(4)
点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条第5項）、(5)乗務等の記録
事項義務違反（運輸規則第25条第2項）、(6)運行記録計による記録義
務違反（運輸規則第26条第1項）、(7)運行指示書の記載事項義務違反
（運輸規則第28条の2第1項）、(8)乗務員台帳の記載事項義務違反（運
輸規則第37条第1項）、(9)運転者に対する指導監督義務違反（運輸規
則第38条第1項）、(10)運転者に対する指導監督の記録保存義務違反
（運輸規則第38条第1項）、(11)運転者に対する指導監督の記録事項義
務違反（運輸規則第38条第1項）、(12)特定の運転者に対する特別な指
導義務違反（運輸規則第38条第2項）、(13)特定の運転者に対する適性
診断受診義務違反（運輸規則第38条第2項）

17 17

貨物 2020 12 16

株式会社エキスプレス青
森（法人番号
1420001004865） 代
表者加藤とよ

青森県青森市けやき1丁
目15番1号

本社営業所
青森県青森市け
やき1丁目15番1
号

文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項、法第17条
第4項

令和2年9月8日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、3件の違
反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第3条第4項）、（2）点呼の実施
義務違反（安全規則第7条第2項）、（3）運転者に対する指導監督義務
違反（安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2020 12 16

有限会社アルファーコー
ポレーション（法人番号
4370002016540） 代
表者菊池幸夫

宮城県仙台市太白区鈎
取1丁目5番11号

仙台営業所
宮城県仙台市太
白区鈎取1-5-11-
102

輸送施設の使用停止
（170日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項、法第17条
第4項、法第25条第
2項

令和2年2月6日及び18日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、
8件の違反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第3条第4項）、（2）乗務
時間等の基準の遵守違反[一運行の勤務時間]（安全規則第3条第4項）、
（3）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項、第2項、第3項）、
（4）点呼の記録事項義務違反（安全規則第7条第5項）、（5）点呼の
記録[不実記載]義務違反（安全規則第7条第5項）、（6）乗務等の記録
事項義務違反（安全規則第8条）、（7）運転者に対する指導監督義務
違反（安全規則第10条第1項）、（8）営業類似違法行為を行う自家用
貨物自動車の利用（貨物自動車運送事業法第25条第2項）

17 17

貨物 2020 12 16

株式会社友羽プラン（法
人番号
1360001023467）代表
者宮城導

沖縄県うるま市字大田
718-1

本社営業所
沖縄県うるま市
字大田718-1

輸送施設の使用停止
(40日車）、文書警告

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

令和2年10月8日、適性化実施機関が行った巡回指導の評価結果を勘案
し監査実施。5件の違反が認められた。(1)自動車車庫の収容能力違反
(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)、(2)点呼の実施違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第7条第1項～第3
項)、(3)運転者台帳の記載事項等の不備(安全規則第9条の5第1項)、(4)
運転者に対する指導及び監督違反(安全規則第10条第1項)、(5)初任運転
者、高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)

4 4

貨物 2020 12 16
株式会社冨士商事（法人
番号3180001010960）
代表者原田啓保

愛知県名古屋市緑区元
徳重一丁目1621番地

枚方営業所
大阪府枚方市大
峰元町1丁目40-
10

輸送施設の使用停止
（120日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和2年1月21日及び同年2月28日、公安委員会からの通報を端緒に監査
を実施。9件の違反が認められた。（1）事業計画変更認可違反【乗務
員の休憩・睡眠施設の位置及び収容能力違反】（貨物自動車運送事業
法施行規則（以下「施行規則」）第2条第1項第5号）、（2）事業計画
変更事後届出違反【営業所又は荷扱所の名称、位置（利用運送のみに
係るもの及び運輸局長が指定する区域内におけるものに限る。）の変
更違反】（施行規則第7条第1項第3号）、（3）疾病・疲労等のおそれ
のある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）
第3条第6項）、（4）点呼の実施違反【未実施】（安全規則第7条第1項
から第3項）、（5）点呼の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則
第7条第5項）、（6）点呼の記録違反【記録の改ざん・不実記載】（安
全規則第7条第5項）、（7）乗務等の記録違反【記載事項等の不備】
（安全規則第8条）、（8）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の
運転者に対して行う指導及び監督の指針」（以下「指導監督告示」）
による運転者に対する指導及び監督違反【一部不適切】（安全規則第
10条第1項）、（9）指導監督告示による運転者に対する特別な指導及
び運転適性診断受診義務違反【運転適性診断の受診状況】（安全規則
第10条第2項）

12 12

乗合バス 2020 12 16

西日本ジェイアールバス
株式会社(法人番号
3120001057487) 代表者
北野眞

大阪府大阪市此花区北
港1丁目3番23号

大阪高速管
理所

大阪府大阪市此
花区北港1丁目3
番23号

輸送施設の使用停止
(10日車)

道路運送法第27条第
3項

令和2年10月9日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対
して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する指導監督義務違
反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

3 1

貨物 2020 12 17

株式会社イトキュー（法
人番号
9290001033012） 代
表者中原昌臣

福岡県糸島市多久819-1 本社営業所
福岡県糸島市多
久819-1

輸送施設の使用停止
（20日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
8条第1項、法第17
条第1項第1号、法第
17条第4項

令和2年9月28日、監査実施。8件の違反が認められた。(1)事業計画(配
置車両数)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法第8条
第1項)､(2)乗務時間等の基準なお書き違反(貨物自動車運送事業輸送安
全規則（以下「安全規則」）第3条第4項)､(3)点呼の実施義務違反(安全
規則第7条)､(4)運行指示書の記載事項義務違反(安全規則第9条の3第1
項)､(5)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)､(6)運
転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)､(7)特定運転者に対
する特別な指導監督違反(安全規則第10条第2項)､(8)特定運転者に対す
る適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)

2 2

タクシー 2020 12 17
株式会社ＧＴ(法人番号
6122001024613) 代表者
中村一人

大阪府東大阪市長田東4
丁目5－30

本社
大阪府東大阪市
長田2丁目12－13

輸送施設の使用停止
(10日車)

道路運送法第27条第
3項

令和2年9月15日及び同年10月2日、公安委員会からの通報を端緒として
監査を実施。4件の違反が認められた。(1)点呼の記録義務違反【記載事
項の不備】(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第5
項)、(2)「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う
指導及び監督の指針」による運転者に対する指導監督義務違反(運輸規
則第38条第1項)、(3)運転者に対する指導及び監督に係る記録の作成・
保存義務違反【記載事項等の不備】(運輸規則第38条第1項)、(4)運行管
理者の講習(一般講習)受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項)

1 1



貨物 2020 12 18
株式会社忠功（法人番号
5200002007828) 代表
者中世古富弘

岐阜県各務原市鵜沼羽
場町5丁目155番地1

一宮営業所
愛知県一宮市蓮
池字郷西65番地1

輸送施設の使用停止
(210日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和元年6月19日及び令和2年2月27日､死亡事故を引き起こしたことを
端緒として､監査を実施｡14件の違反が認められた｡(1)事業計画の変更
認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)､(2)乗務時
間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4
項)､(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1
項及び第2項並びに第3項)､(4)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)点呼の記録不実記載(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第7条第5項)､(6)乗務等の記録義務違反(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第8条)､(7)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第8条)､(8)乗務等の記録不実記載(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第8条)､(9)運行記録計による記録義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第9条)､(10)運行指示書の作成義務違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)､(11)運転者台帳の記載事
項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(12)運転者
に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第
1項)､(13)運行管理者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第22条)､(14)運行管理規程の記載事項不適切(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第21条第1項)

21 21

貨物 2020 12 18
昭和運輸株式会社（法人
番号9200001002594)
代表者伊藤秀樹

岐阜県岐阜市香蘭1丁目
1番地

揖斐川営業
所

岐阜県本巣市文
殊52番地

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和2年12月15日､監査方針に基づき､監査を実施｡1件の違反が認められ
た｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第4項)

0 0

貨物 2020 12 18

有限会社キング・オブ・
ジャパン（法人番号
5470002010953) 代表
者秋山榮一

香川県綾歌郡綾川町滝
宮1128-1

本社営業所
香川県綾歌郡綾
川町滝宮1128-1

輸送施設の使用停止
（90日車)文書警告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項、第
4項、第60条第1項

令和元年12月2日、同年12月9日及び令和2年1月14日、適正化実施機関
からの情報を端緒として監査を実施したところ、14件の違反が確認さ
れた。(1)運転者の健康状態の把握が確実になされていなかったこと
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第6
項）、(2)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束
時間及び連続運転時間の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保
されない状態で乗務していた者があったこと（安全規則第3条第4
項）、(3)運転者に対する点呼の実施結果の記録が確実になされていな
かったこと（安全規則第7条第5項）、(4)運転者の乗務について定めら
れた事項の記録が不適切であったこと（安全規則第8条）、(5)運転者の
乗務について定められた事項の記録の保存が確実になされていなかっ
たこと（安全規則第8条）、(6)運行記録計による記録が確実になされて
いなかったこと（安全規則第9条）、(7)運行記録計による記録の保存が
確実になされていなかったこと（安全規則第9条）、(8)運行指示書を作
成していなかったこと（安全規則第9条の3第1項、第2項、第3項）、
(9)運転者台帳の作成が確実になされていなかったこと（安全規則第9条
の5第1項）、(10)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な
運転者に対する指導監督が不適切であったこと（安全規則第10条第1
項）、(11)新たに雇い入れした運転者及び高齢運転者に対して事業用自
動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項についての特別な
指導が不適切だったこと（安全規則第10条第2項）、(12)高齢運転者に
対して法令で定められた適性診断を受診させていなかったこと（安全

9 9

貨物 2020 12 18

株式会社エーワン運送
（法人番号
7130001029911） 代
表者山﨑興二

京都府長岡京市神足大
張11

本社営業所
京都府長岡京市
神足大張11

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和2年9月10日、労働局からの通報を端緒に監査を実施。5件の違反が
認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤
務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）整備管理者の選
任（変更）の未届出、虚偽届出【変更の未届出に係るもの】（安全規
則第3条の2、道路運送車両法第52条）、（3）点呼の実施違反【未実
施】（安全規則第7条第1項から第3項）、（4）点呼の記録違反【記
録】（安全規則第7条第5項）、（5）運行指示書【記載事項等の不備】
(安全規則第9条の3第1項)

2 2

貨物 2020 12 18
有限会社浜井運送（法人
番号3170002007354）
代表者浜井弘至

和歌山県有田市千田605 本社営業所
和歌山県有田市
千田605

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和2年6月26日及び同年7月2日、公安委員会からの通報を端緒に監査
を実施。7件の違反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業
用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4
項）、（2）点呼の記録違反【記録】（安全規則第7条第5項）、（3）
（4）乗務等の記録違反【記録】及び【記載事項等の不備】（安全規則
第8条）、（5）運行記録計による記録違反【記録】（安全規則第9
条）、（6）運転者台帳【記載事項等の不備】（安全規則第9条の5第1
項）、（7）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して
行う指導及び監督の指針」による運転者に対する指導及び監督違反
【大部分不適切】（安全規則第10条第1項）

3 3

タクシー 2020 12 18 天川 洋己 兵庫県神戸市 － 兵庫県神戸市 許可の取消し
道路運送法(以下
「法」)第40条

法第40条の規定に基づく許可の取消等の行政処分等を行う際の基準
(「一般乗用旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準につい
て」(平成21年10月1日付け(令和2年11月27日改正)近運自監公示第11
号、近運自二公示第34号、近運技保公示第6号))において、許可を取消
すこととされている事項に該当することとなったため。

 -  -

貸切バス 2020 12 18 長崎県交通局
長崎県長崎市八千代町
3-1

矢上営業所
長崎県長崎市田
中町384-1

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年12月2日、監査実施。2件の違反が認められた。(1)乗務員台帳
の記載事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規
則」）第37条第1項）､(2)運転者に対する指導監督違反（運輸規則第38
条第1項）

0 0

貨物 2020 12 21
有限会社大幸運輸（法人
番号4490002011133)
代表者大谷幸富

高知県高岡郡津野町芳
生野甲41-3

本社営業所
高知県高岡郡津
野町芳生野甲41-
3

輸送施設の使用停止
（30日車)文書警告

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

令和元年12月16日、貨物自動車運送事業に関する監査方針に基づき監
査を実施したところ、3件の違反が確認された。(1)営業所の位置（運輸
局長指定区域外）について認可を受けていなかったこと（貨物自動車
運送事業法施行規則（以下「施行規則」）第2条第1項第2号）、(2)自
動車車庫の位置及び収容能力に係る事業計画変更認可を受けていな
かったこと（施行規則第2条第1項第4号）、(3)乗務員の休憩又は睡眠
のための施設の位置及び収容能力について認可を受けていなかったこ
と（施行規則第2条第1項第5号）

3 3

貨物 2020 12 21
有限会社山入端運送(法
人番号4360002019800)
代表者謝花良貞

沖縄県名護市山入端841 本社営業所
沖縄県名護市山
入端841

輸送施設の使用停止
(130日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

令和2年11月10日、その他状況等を勘案し監査実施。9件の違反が認め
られた。(1)事業計画変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2
条第1項第4号)、(2)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸
送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項）、(3)定期点検整備等の未
実施(安全規則第3条の2)、(4)点呼の実施違反(安全規則第7条第1項～第
3項)、(5)点呼記録の不実記載(安全規則第7条第5項)、(6)事故の記録義
務違反(安全規則第9条の2)、(7)初任運転者及び高齢運転者に対する特
別な指導の実施義務違反(安全規則第10条第2項)、(8)初任運転者及び高
齢運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(9)事
故報告書の届出違反(貨物自動車運送事業法第24条)

13 13



貨物 2020 12 21

ヨーコーサービス有限会
社（法人番号
8122002005866） 代
表者横山江里子

大阪府東大阪市箕輪2丁
目2番29号

本社営業所
大阪府東大阪市
箕輪2丁目2番29
号

事業停止（7日間）輸
送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和2年1月28日及び同年7月7日、公安委員会からの通報を端緒に監査
を実施。事業停止について、「処分基準公示」5事業停止処分(9)①②に
該当し、使用停止処分について、6件の違反が認められた。（1）「貨
物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に
係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安
全規則」）第3条第4項）、（2）点呼の記録違反【記載事項等の不備】
（安全規則第7条第5項）、（3）乗務等の記録違反【記載事項等の不
備】（安全規則第8条）、（4）運行指示書【作成、指示又は携行の義
務違反】(安全規則第9条の3第1項から第3項)、（5）運転者台帳【作
成】（安全規則第9条の5第1項）、（6）「貨物自動車運送事業者が事
業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者
に対する指導及び監督違反【一部不適切】（安全規則第10条第1項）

1 1

タクシー 2020 12 21

愛子タクシー株式会社
（法人番号
8370001012561） 代
表者大岩孝一

宮城県仙台市青葉区上
愛子字二岩87番地1

本社営業所
宮城県仙台市青
葉区上愛子字二
岩87番地1

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年12月21日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実施した
結果、1件の違反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

タクシー 2020 12 21

有限会社安中央タクシー
(法人番号
9240002023446） 代
表者小坂勝行

広島県広島市安佐南区
伴中央4丁目4-38

本社営業所
広島県広島市安
佐南区伴中央4丁
目4-38

輸送施設の使用停止
（30日車）及び文書
警告

道路運送法第27条第
3項

令和元年12月4日及び同年12月16日、情報提供を端緒として監査を実
施。7件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反（旅客自動
車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第21条第1項）、(2)疾病、
疲労等のおそれのある乗務禁止違反（運輸規則第21条第5項）、(3)点
呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条第5項）、(4)乗務等の記録事
項義務違反（運輸規則第25条第3項）、(5)運行記録計による記録義務
違反（運輸規則第26条第2項）、(6)運行記録計による記録保存義務違
反（運輸規則第26条第2項）、(7)乗務員台帳の記載事項義務違反（運
輸規則第37条第1項）

3 3

貸切バス 2020 12 21
さくら株式会社(法人番
号9130001012774) 代表
者田島寛丈

京都府京都市山科区上
花山坂尻106番地

天神川営業
所

京都府京都市右
京区西院東貝川
町46?1

文書警告(処分日車数
10日車のため、一般
貸切旅客自動車運送
事業者に対する行政
処分等の基準3.(6)に
よる)

道路運送法第27条第
3項

令和2年11月13日及び同年11月26日、法令違反の疑いを端緒として監
査を実施。1件の違反が認められた。整備管理者の研修受講義務違反
(旅客自動車運送事業運輸規則第46条)

5 1

貨物 2020 12 22

日産車輌輸送株式会社
（法人番号４４３０００
１０１２７２４） 代表
者原田彦エ門

北海道札幌市西区発寒
１１条１２丁目１－４
０

札幌営業所
北海道札幌市西
区発寒１１条１
２丁目１－４０

輸送施設の使用停止
（１０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
９条第１項、法第１
７条第４項、法第６
０条第１項

令和２年７月２８日、公安委員会からの通報等を端緒として監査を実
施。５件の違反が認められた。（１）事業計画変更認可義務違反［自
動車車庫の位置及び収容能力］（貨物自動車運送事業法施行規則第２
条第１項第４号）、（２）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下「安全規則」）第７条第１項、第２項、第３
項）、（３）点呼の記録事項義務違反（安全規則第７条第５項）、
（４）運転者台帳の記載事項義務違反（安全規則第９条の５第１
項）、（５）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第６０条第１項）

1 1

貨物 2020 12 22

ヤマトボックスチャー
ター株式会社（法人番号
8010801015873) 代表
者平塚俊彦

東京都中央区日本橋2-
13-10日本橋ｻﾝﾗｲｽﾞﾋﾞﾙ
ﾃﾞｨﾝｸﾞ8階

静岡支店
静岡県焼津市八
楠4丁目36-7

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

令和2年10月28日､重傷事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡1件の違反が認められた｡(1)運転者に対する指導監督義務違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)

0 0

タクシー 2020 12 22

和歌山第一交通株式会社
(法人番号
5170001003815)代表取
締役髙野福己

和歌山県和歌山市福島
249番地3号

岩出
和歌山県岩出市
中島80－3

文書警告
道路運送法27条第3
項

令和2年7月29日、8月4日及び11月6日、法令違反の疑いを端緒として
監査を実施。1件の違反が認められた。「旅客自動車運送事業者が事業
用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に
対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

タクシー 2020 12 22

関西中央旅客守口株式会
社(法人番号
8120001160039) 代表
者高月英作

大阪府守口市佐太東町1
丁目13番9号

本社
大阪府守口市佐
太東町1丁目13番
9号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年12月1日、労働局からの通報を端緒として監査を実施。1件の違
反が認められた。点呼の実施義務違反【記載事項の不備】(旅客自動車
運送事業運輸規則第24条第5項)

14 0

タクシー 2020 12 22 蘭正利 佐賀県佐賀市
城西タク
シー

佐賀県佐賀市
輸送施設の使用停止
（20日車）

道路運送法第27条第
3項

令和2年10月26日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)損害賠償責
任保険(共済)締結義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第19条の2)

2 2

タクシー 2020 12 22 荒井 正人 東京都江戸川区 個人 東京都江戸川区
文書警告及び輸送の
安全確保命令

旅客自動車運送事業
運輸規則第２５条第
３項

令和2年10月14日、法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として監査を
実施。1件の違反が認められた。(1)乗務記録の記録事項の不備(旅客自
動車運送事業運輸規則第25条第3項)

0 0

貨物 2020 12 23

株式会社カモライン（法
人番号
7110001015186） 代
表者増井敏

新潟県加茂市後須田398
番地1

長岡営業所
新潟県長岡市大
字日越字原790-1

輸送施設の使用停止
（130日車）

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第4項及び法第
18条第2項

令和元年10月8日、監査実施。3件の違反が認められた。（1）乗務等の
記録改ざん・不実記載（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安
全規則」）第8条第1項）（2）運行記録計による記録改ざん・不実記載
（安全規則第9条）（3）運行管理者に対する指導監督違反（安全規則
第22条）

13 13

貨物 2020 12 23

第三貨物自動車株式会社
（法人番号
8110001003000） 代
表者古俣百合子

新潟県新潟市東区榎町
36-16

本社営業所
新潟県新潟市東
区榎町36-16

輸送施設の使用停止
（120日車）

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
9条第１項、法第17
条第1項及び同条第4
項

令和2年9月1日、監査実施。5件の違反が認められた。（1）事業計画変
更認可違反（貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号）（2）
乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下
「安全規則」）第3条第4項）（3）点呼の実施義務違反（安全規則第7
条第1項、第2項）（4）点呼の記録改ざん・不実記載（安全規則第7条
第5項）（5）運行管理者に対する指導監督違反（安全規則第22条）

14 14

貨物 2020 12 23

ゲイソー・ロジスティク
ス株式会社(法人番号
3240001023353） 代
表者古川浩延

広島県東広島市志和町
志和東10895-296

本社営業所
広島県東広島市
志和町志和東
10895-296

輸送施設の使用停止
（30日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
9条第1項、法第17
条第1項及び同条第4
項

令和元年11月21日及び同年12月3日、情報提供を端緒として監査を実
施。5件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反（車庫）（貨
物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号）、(2)乗務時間等告示
の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）
第3条第4項）、(3)点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項、第2項
及び第3項）、(4)点呼の記録義務違反（安全規則第7条第5項）、(5)点
呼の記録事項義務違反（安全規則第7条第5項）

3 3

貨物 2020 12 24

株式会社 サンエキスプ
レス（法人番号
70300010502820大熊
令子

埼玉県志木市下宗岡４
－１２－１

本社
埼玉県志木市下
宗岡４－１２－
１

事業停止（60日
間）、輸送施設の使
用停止（100日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の2

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和2年2月6日、監査を
実施。13件の違反が認められた。（１）疾病のおそれのある乗務（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（２）点呼の実施義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（３）乗務等の記録
事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（４）運
行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9
条）、（５）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第1項）、（６）定期点検整備の実施違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第3条の2）、（７）整備管理者の選任違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第50条第1
項）、（８）整備管理者の選任（変更）未届出違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第52条）、（９）運行管
理者の選任違反（貨物自動車運送事業法第18条第1項）、（１０）運行
管理者の選任（解任）届出違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
19条）、（１１）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9
条第1項）、（１２）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2
条）、（１３）運賃及び料金の未届出（貨物自動車運送事業報告規則
第2条の2）

70 70



貨物 2020 12 25
川越運送株式会社（法人
番号9190001014625)
代表者平野一成

三重県三重郡川越町大
字亀崎新田116番地

名古屋営業
所

愛知県海部郡飛
島村大字新政成
11丁目23番1

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

令和2年11月12日､重傷事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡1件の違反が認められた｡(1)運転者に対する指導監督義務違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)

0 0

貨物 2020 12 25
有限会社吉行商事(法人
番号2240002029417）
代表者吉行直美

広島県東広島市高屋町
溝口878番地

本社営業所
広島県東広島市
高屋町溝口878

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和2年10月16日及び同年11月20日、無免許運転を端緒として監査を
実施。７件の違反が認められた。(1)点呼の記録事項義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第7条第5項）、(2)乗
務等の記録事項義務違反（安全規則第8条第1項）、(3)運行記録計によ
る記録義務違反（安全規則第9条）、(4)運行記録計による記録保存義務
違反（安全規則第9条）、(5)運転者台帳の記載事項義務違反（安全規則
第9条の5第1項）、(6)運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第
10条第1項）、(7)特定の運転者に対する特別な指導義務違反（安全規
則第10条第2項）

0 0

貨物 2020 12 25
株式会社池田産業（法人
番号2310001008653）
代表者池田利雄

長崎県大村市徳泉川内
町605-1

本社営業所
長崎県大村市徳
泉川内町605-1

輸送施設の使用停止
（50日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
8条第1項、法第17
条第4項、法第60条
第1項

令和2年2月3日、監査実施。9件の違反が認められた。(1)(2)事業計画
(自動車車庫・配置車両数)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車
運送事業法（以下「法」）第8条第1項)、(3)運行記録計による記録保存
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第9
条)、(4)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(5)
運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(6)特定運転者に
対する特別な指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(7)特定運転者に対
する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(8)運行管理者の講
習受講義務違反(安全規則第23条第1項)、(9)報告義務違反(法第60条第1
項)

5 5

タクシー 2020 12 25

大宝第一交通株式会社
（法人番号
7180001022135) 代表
者副島宏紀

愛知県名古屋市熱田区
西野町2丁目33番地

六番町営業
所

愛知県名古屋市
熱田区西野町2丁
目33番地6号

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第2
項

令和2年12月4日、監査方針に基づき、監査を実施。1件の違反が認めら
れた。(1)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(旅客自動車運送事
業運輸規則第38条第2項)

0 0

貸切バス 2020 12 25

有限会社城南観光バス
（法人番号
3330002023847） 代
表者上田孝治

熊本県宇城市松橋町豊
福1321-1

本社営業所
熊本県宇城市松
橋町豊福1321-1

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年11月12日、監査実施。3件の違反が認められた。(1)運転者に対
する指導監督違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規
則」）第38条第1項）､(2)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督
の記録保存違反（運輸規則第38条第1項）､(3)特定運転者に対する特別
な指導監督違反（運輸規則第38条第2項）

22 22

貨物 2021 1 4

近物レックス株式会社
（法人番号
8080101005494) 代表
者堀内悟

静岡県駿東郡清水町伏
見字向田351

松阪支店
三重県松阪市大
口町字子ﾉ新田
535

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和2年10月28日､死亡事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡4件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)点呼の実施義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(3)運転者台帳の記載
事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(4)運転
者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条
第1項)

0 0

貨物 2021 1 4
株式会社髙森工業(法人
番号5240001033160）
代表者髙森克幸

広島県福山市駅家町服
部永谷826番地の3

本社営業所
広島県福山市駅
家町服部永谷826
番地の3

輸送施設の使用停止
（200日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
9条第1項、法第17
条第1項及び同条第4
項

令和元年11月27日及び令和2年2月12日、酒気帯び運転を端緒として監
査を実施。10件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反（車
庫）（貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号）、(2)乗務時
間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全
規則」）第3条第4項）、(3)疾病、疲労等のおそれのある乗務禁止違反
（安全規則第3条第6項）、(4)点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1
項及び第2項）、(5)点呼の記録義務違反（安全規則第7条第5項）、(6)
乗務等の記録事項義務違反（安全規則第8条第1項）、(7)運転者台帳の
記載事項義務違反（安全規則第9条の5第1項）、(8)運転者に対する指
導監督の記録事項義務違反（安全規則第10条第1項）、(9)特定の運転
者に対する特別な指導義務違反（安全規則第10条第2項）、(10)特定の
運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）

20 20

貨物 2021 1 5

株式会社 Bｏｙ the
ｍｏｖｅｒ（法人番号
40200011077140佐藤
恵亮

神奈川県川崎市幸区南
加瀬４－２１－４７

本社
神奈川県川崎市
幸区南加瀬４－
２１－４７

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第5項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和2年9月16日及び同
年10月9日、監査を実施。6件の違反が認められた。（１）点呼の記録
事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）、（２）乗
務等の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1
項）、（３）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第8条第1項）、（４）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第10条第1項）、（５）報告義務違反（貨物自動車
運送事業報告規則第2条）、（６）運賃及び料金の未届出（貨物自動車
運送事業報告規則第2条の2）

0 0

貨物 2021 1 5
有限会社コア物流（法人
番号9350002001688）
代表者仁田脇健一

宮崎県宮崎市大字本郷
北方2764-2

高岡営業所
宮崎県宮崎市高
岡町大字花見
1720-17

輸送施設の使用停止
（30日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項第1号、
法第17条第4項

令和2年9月15日、監査実施。6件の違反が認められた。(1)疾病、疲労
等のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全
規則」）第3条第6項)、(2)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9
条の5第1項)、(3)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1
項)、(4)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反
(安全規則第10条第1項)、(5)特定運転者に対する特別な指導監督違反
(安全規則第10条第2項)、(6)特定運転者に対する適性診断受診義務違反
(安全規則第10条第2項)

3 3

貨物 2021 1 5 田上均 熊本県上益城郡山都町 本社営業所
熊本県上益城郡
山都町

輸送施設の使用停止
（60日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
8条第1項、法第17
条第1項第1号、法第
17条第1項第2号、
法第17条第4項、法
第60条第1項、道路
運送法第95条、道路
運送車両法第48条

令和2年8月25日、監査実施。12件の違反が認められた。(1)(2)事業計
画(自動車車庫・休憩睡眠施設)に定めるところに従う義務違反(貨物自
動車運送事業法（以下「法」）第8条第1項)、(3)疾病、疲労等のおそれ
のある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第
3条第6項)、(4)定期点検整備の実施違反(安全規則第3条の2、道路運送
車両法第48条)、(5)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(6)乗務等の
記録事項義務違反(安全規則第8条)、(7)運行記録計による記録義務違反
(安全規則第9条)、(8)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の
5第1項)、(9)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、
(10)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反(安全
規則第10条第1項)、(11)報告義務違反(法第60条第1項)、(12)自動車に
関する表示義務違反（道路運送法第95条）

6 6

タクシー 2021 1 5
駒姫交通株式会社(法人
番号2140001001527) 代
表者平尾文一

兵庫県神戸市東灘区本
山南町6丁目10番28号

芦屋駅前
兵庫県芦屋市船
戸町駅前広場内

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年12月1日、公安委員会からの通報を端緒として監査を実施。1件
の違反が認められた。「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転
者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する指導監督
義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

貨物 2021 1 6

いわて平泉農業協同組合
（法人番号
2400505000700） 代
表者佐藤鉱一

岩手県一関市竹山町7番
1号

本店営業所
岩手県一関市千
厩町千厩字下駒
場279番地2

輸送施設の使用停止
（10日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和2年7月15日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、4件の違
反が認められた｡（1）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則（以下｢安全規則｣）第7条第1項、第2項）、（2）点呼の実施
事項義務違反（安全規則第7条第1項、第2項）、（3）運転者に対する
指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）、（4）運行管理規定の制
定違反（安全規則第21条第2項）

1 1

貨物 2021 1 6
ヤマト運輸株式会社（法
人番号1010001092605)
代表者栗栖利蔵

東京都中央区銀座2丁目
16番10号

尾鷲支店
三重県尾鷲市瀬
木山町11-38

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第5項

令和2年11月18日､重傷事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡3件の違反が認められた｡(1)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第7条第5項)､(2)運転者に対する指導監督義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(3)運転者に対する指
導監督記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1
項)

1 0



貨物 2021 1 6
長浜陸運有限会社（法人
番号6500002012177)
代表者堀口栄樹

愛媛県大洲市長浜町拓
海3-26

本社営業所
愛媛県大洲市長
浜町拓海3-26

輸送施設の使用停止
（30日車)文書警告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項、第
4項

令和2年8月28日、労働局と合同で監査を実施したところ、6件の違反が
確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定
の拘束時間及び連続運転時間の限度を超え、また所定の休息期間が十
分確保されない状態で乗務していた者があったこと（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、(2)運転者に対
する点呼が確実になされていなかったこと（安全規則第7条第1項、第2
項、第3項）、(3)運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切で
あったこと（安全規則第7条第5項）、(4)運転者の乗務について定めら
れた事項の記録が不適切であったこと（安全規則第8条）、(5)運転者台
帳の作成が確実になされていなかったこと（安全規則第9条の5第1
項）、(6)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に
対する指導監督が不適切であったこと（安全規則第10条第1項）

3 3

貨物 2021 1 7
東部運送株式会社（法人
番号6110001007234）
代表者川崎敬文

新潟県新潟市秋葉区川
口580-21

東港陸運営
業所

新潟県北蒲原郡
聖籠町東港4丁目
6335番20

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項及び同条
第4項、法第18条第
2項

令和2年9月2日、監査実施。4件の違反が認められた。（1）乗務時間等
告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）（2）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項、
第2項）（3）点呼の記録記載不備（安全規則第7条第5項）（4）運行管
理者に対する指導監督違反（安全規則第22条第1項）

2 2

貨物 2021 1 7
登運送株式会社（法人番
号6200001016358) 代
表者川口登美雄

岐阜県養老郡養老町栗
笠90番地2

本社営業所
岐阜県養老郡養
老町栗笠90番地2

輸送施設の使用停止
(10日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和2年6月10日､監査方針に基づき､監査を実施｡6件の違反が認められ
た｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第
1項第4号)､(2)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第4項)､(3)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第7条第5項)､(4)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第5項)､(5)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第8条)､(6)運転者台帳の作成義務違反(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)

1 1

貨物 2021 1 7
幸恵産業有限会社（法人
番号6180002065869)
代表者青木幸代

愛知県春日井市神屋町
2298-373

本社営業所
愛知県春日井市
神屋町2298-373

輸送施設の使用停止
(30日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和2年2月3日､重傷事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡9件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)健康診断未受診(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第3条第6項)､(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)､(4)点呼の記
録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)点呼の記
録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(6)乗務
等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(7)運
行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第
1項)､(8)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第1項)､(9)事業報告書及び事業実績報告書未提出(貨物自
動車運送事業法第60条第1項)

3 3

貨物 2021 1 7
株式会社共和物流（法人
番号1120001037920）
代表者田井將和

大阪府大阪市大正区泉
尾6丁目2番17号

本店営業所
大阪府大阪市大
正区泉尾6丁目2
番17号

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(放
置行為)が過去1年以内に3件に達した。（1）運転者の指導監督義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2021 1 7

岡山県貨物運送株式会社
（法人番号
4260001001001） 代
表者遠藤俊夫

岡山県岡山市北区清心
町4-31

南港支店営
業所

大阪府大阪市住
之江区南港東4-
10-19

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(放
置行為)が過去1年以内に3件に達した。（1）運転者の指導監督義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2021 1 7

有限会社エム・カンパ
ニー（法人番号
9120102000811） 代
表者松木克浩

大阪府大阪市住之江区
平林北2丁目7番128号

本社営業所
大阪府大阪市住
之江区平林北2丁
目7番128号

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(放
置行為)が過去1年以内に3件に達した。（1）運転者の指導監督義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2021 1 7

株式会社シンクラン(法
人番号
5220001000798） 代
表者鶴賀大輔

石川県金沢市桜田町1丁
目1

広島営業所
広島県広島市安
佐南区伴西3丁目
2番3号

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和2年10月8日及び同年11月13日、情報提供を端緒として監査を実
施。2件の違反が認められた。(1)点呼の記録事項義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第7条第5項）、(2)運転者
台帳の記載事項義務違反（安全規則第9条の5第1項）

0 0

貨物 2021 1 7
株式会社ムロオ(法人番
号6240001026634）
代表者山下俊一郎

広島県呉市中央1丁目6-
9

呉支店

広島県東広島市
黒瀬町大字乃美
尾字西市ノ堂
672-1

輸送施設の使用停止
（10日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
9条第1項及び法第
17条第4項

令和2年1月30日、重傷事故を端緒として監査を実施。6件の違反が認め
られた。(1)事業計画の変更認可違反（車庫）（貨物自動車運送事業法
施行規則第2条第1項第4号）、(2)乗務等の記録事項義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第8条第1項）、(3)運
転者台帳の記載事項義務違反（安全規則第9条の5第1項）、(4)運転者
に対する指導監督の記録事項義務違反（安全規則第10条第1項）、(5)
特定の運転者に対する特別な指導義務違反（安全規則第10条第2項）、
(6)特定の運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第10条第2
項）

1 1

タクシー 2021 1 7

株式会社国際興業大阪
(法人番号
4120001200005) 代表者
山本康夫

大阪府大阪市住吉区浅
香1丁目1－10

我孫子
大阪府大阪市住
吉区浅香1丁目1
－10

文書警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(放
置駐車違反)が過去一年以内に3件に達した。「旅客自動車運送事業者
が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運
転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第
1項)

0 0

タクシー 2021 1 7

講和自動車交通株式会社
(法人番号
1140001027325) 代表者
津田四郎

兵庫県神戸市西区伊川
谷町有瀬474－1

本社
兵庫県神戸市西
区伊川谷町有瀬
474－1

輸送施設の使用停止
(10日車)

道路運送法第27条第
3項

令和2年7月27日、公安委員会からの通報を端緒として監査を実施。5件
の違反が認められた。(1)点呼の実施義務違反【不適切】(旅客自動車運
送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第1項、第2項)、(2)事故の記
録義務違反【記録事項の不備】(運輸規則第26条の2)、(3)「旅客自動車
運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指
針」による運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸
規則第38条第1項)、(4)点検整備関係義務違反(道路運送車両法第48条)
定期点検整備等の未実施【定期点検整備等の未実施】(運輸規則第45
条)、(5)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条)

1 1

貨物 2021 1 8
有限会社昭和運送（法人
番号7200002013519)
代表者伊藤嘉章

岐阜県安八郡神戸町落
合20-2

本社営業所
岐阜県安八郡神
戸町大字落合字
二ﾂ屋前20-2

輸送施設の使用停止
(10日車)

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

令和2年11月18日､公安委員会からの通知を端緒として､監査を実施｡1件
の違反が認められた｡(1)過積載運行禁止違反(貨物自動車運送事業法第
17条第3項)

1 1

貨物 2021 1 8
株式会社ＮＥＸＴ（法人
番号1200001028721)
代表者高橋江美

岐阜県瑞穂市生津天王
東町1丁目54番地

本社営業所
岐阜県瑞穂市生
津天王東町1丁目
54番地

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和2年11月5日､関係機関からの情報を端緒として､監査を実施｡4件の
違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第8条)､(3)運転者台帳の記載事項等不備(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(4)特定の運転者に対する
運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)

0 0

貨物 2021 1 8

トラックスワーク株式会
社(法人番号
6080401018578) 代表者
近藤俊

静岡県静岡市駿河区広
野4丁目3-56

本社営業所
静岡県静岡市駿
河区広野4-3-56

輸送施設の使用停止
(85日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和元年11月26日及び令和2年2月26日､関係機関からの情報を端緒と
して､監査を実施｡5件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵
守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)健康診断未受
診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)､(3)定期点検未実施
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)､(4)点呼の実施義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(5)特定の運
転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
10条第2項)

9 9



貨物 2021 1 8

株式会社ジーズサービス
(法人番号
7080401011474) 代表者
永田耕二

静岡県湖西市新居町中
之郷3636-10

本社営業所
静岡県湖西市鷲
津3193番地

輸送施設の使用停止
(65日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和2年2月14日､重傷事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡11件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､ (2)定期点検未実施(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第3条の2)､(3)点検整備記録簿等の記録保存義
務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)､ (4)点呼の実施義
務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに
第3項)､(5)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第7条第5項)､(6)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第9条の3第1項)､ (7)運転者台帳の作成義務違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第9条の5第1項)､ (8)運転者台帳の記載事項等不備(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(9)運転者に対する指導
監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(10)特定
の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10
条第2項)､(11)運行管理規程の記載事項不適切(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第21条第1項)

7 7

貨物 2021 1 8
宮妻物流株式会社（法人
番号9190001001549)
代表者岡重男

三重県津市河芸町西千
里3149-2

本社営業所
三重県津市河芸
町西千里字西高
山3149-2

輸送施設の使用停止
(70日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和2年2月14日、重傷事故を引き起こしたことを端緒として、監査を
実施。8件の違反が認められた。(1)乗務時間等基準告示の遵守違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、(2)健康診断未受診（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、(3)点呼の実施義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項）、(4)点呼
の記録記載事項不備（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5
項）、(5)乗務等の記録記載事項不備（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第8条）、(6)運転者台帳の記載事項等不備（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第9条の5第1項）、(7)運転者に対する指導監督義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、(8)運転者に対する指
導監督記録記載事項不備（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1
項）

7 7

貨物 2021 1 8
笑楽商事株式会社（法人
番号5190001018489)
代表者宮崎和弘

三重県津市河芸町東千
里字尾前3058番地148

本社営業所
三重県津市河芸
町東千里字尾前
3058番地148

輸送施設の使用停止
(70日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第2号

令和2年2月6日､関係機関からの情報を端緒として､監査を実施｡14件の
違反が認められた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法
施行規則第2条第1項第2号)､(2)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運
送事業法施行規則第2条第1項第4号)､(3)事業計画の変更認可違反(貨物
自動車運送事業法施行規則第2条第1項第5号)､(4)事業計画事後届出違反
(貨物自動車運送事業法施行規則第7条第1項第1号)､(5)乗務時間等基準
告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(6)点呼
の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2
項並びに第3項)､(7)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第7条第5項)､(8)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第8条)､(9)事故の記録記載事項不備(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第9条の2)､(10)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)､(11)運転者台帳の記載事項等不
備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(12)一般講習受講
義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)､(13)輸送の安
全にかかわる情報の公表義務違反(貨物自動車運送事業法第24条の3)､
(14)事業報告書及び事業実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60
条第1項)

7 7

タクシー 2021 1 8

オリエンタルタクシー株
式会社(法人番号
3140001003159) 代表者
金子健作

兵庫県神戸市東灘区御
影石町3丁目12番20号

垂水
兵庫県神戸市垂
水区名谷町2256
番地の5

輸送施設の使用停止
(10日車)

道路運送法第27条第
3項

令和2年8月17日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。4件の違反
が認められた。(1)「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に
対して行う指導及び監督の指針」(以下「運転者に対する指導監督告
示」という)による運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事
業運輸規則(以下「運輸規則」)第38条第1項)、(2)運転者に対する指導
監督告示による運転者に対する特別な指導及び適性診断受診義務違反
【適性診断の受診状況】(運輸規則第38条第2項)、(3)点検整備関係義務
違反(道路運送車両法第52条)整備管理者選任(変更)の未届出、虚偽届出
【未届出】、(4)運転者証の返納等義務違反(タクシー業務適正化特別措
置法第16条第1項)

2 1

貸切バス 2021 1 8

有限会社静和観光バス
（法人番号
6060002033953） 代
表者 永島浩行

栃木県栃木市岩舟町静
和2470-1

本社営業所
栃木県栃木市岩
舟町静和2470-1

事業の停止（50日
間）

道路運送法第9条の2
第1項

令和元年9月13日、令和元年10月29日及び令和元年11月22日、定期的
な監査を実施。10件の違反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違
反(道路運送法(以下｢運送法｣)第9条の2第1項)､(2)乗務時間等告示の遵
守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第21条第1項)､
(3)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)､(4)乗務等の記録の
記録事項不備(運輸規則第25条第2項)､(5)運行記録計による記録義務違
反(運輸規則第26条第1項)､(6)運行指示書の記載事項不備(運輸規則第28
条の2第1項)､(7)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第
1項)､(8)定期点検整備等の未実施(運輸規則第45条)､(9)運行管理者に対
する講習受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項)､(10)報告義務違反(運
送法第94条第1項)

79 30

貨物 2021 1 12

株式会社 セントラル
（法人番号
10127010112980酒井
崇

東京都西東京市富士町
６－５－１６

本社
埼玉県入間市宮
寺２９１９－２
４

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第４項

酒気帯び運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2
年11月25日、監査を実施。２件の違反が認められた。（１）乗務等の
記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、
（２）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第10条第1項）

0 0

貨物 2021 1 12

株式会社コウエイ物流
(法人番号
7180001108157) 代表者
村上結美

愛知県愛知郡東郷町三ﾂ
池二丁目11番地の3

春日井営業
所

愛知県春日井市
鳥居松町四丁目
71番地

輸送施設の使用停止
(40日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

令和2年2月21日､重傷事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡10件の違反が認められた｡(1)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第6項)､(2)点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項）､(3)点呼の記録記載
事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(4)乗務等の記
録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(5)運行記録
計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(6)運
行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第
1項)､(7)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第9条の5第1項)､(8)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第10条第1項)､(9)運転者に対する指導監督記録記載
事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(10)特定の運
転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
10条第2項)

4 4

貨物 2021 1 12

ミヤコサービス株式会社
（法人番号
5180001116574) 代表
者池田美義

愛知県一宮市大和町妙
興寺字伊勢田28-3

本社営業所
愛知県一宮市大
和町妙興寺字伊
勢田28-3

輸送施設の使用停止
(90日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和2年2月28日、監査方針に基づき、監査を実施。7件の違反が認めら
れた。(1)乗務時間等基準告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第3条第4項）、(2)健康診断未受診（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第3条第6項）、(3)無車検運行（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条の2）、(4)点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項）、(5)乗務等の記録記載事項不備（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第8条）、(6)一般講習受講義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第23条第1項）、(7)事業実績報告書未提出
（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

9 9



貨物 2021 1 12

トナン輸送株式会社(法
人番号
5120001148301） 代
表者早川聖

大阪府寝屋川市仁和寺
本町4-20-38

岡山営業所
岡山県総社市長
良4-1

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和2年11月25日及び同年12月21日、情報提供を端緒として監査を実
施。6件の違反が認められた。(1)点呼の実施義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第7条第1項及び第2項）、(2)
点呼の記録事項義務違反（安全規則第7条第5項）、(3)乗務等の記録保
存義務違反（安全規則第8条第1項）、(4)運行記録計の記録保存義務違
反（安全規則第9条）、(5)運転者台帳の作成義務違反（安全規則第9条
の5第1項）、(6)運転者台帳の記載事項義務違反（安全規則第9条の5第
1項）

0 0

貸切バス 2021 1 12

有限会社エム運輸サービ
ス(法人番号
1160002008974) 代表者
前川弘樹

滋賀県愛知郡愛荘町目
加田2057番地

本社
滋賀県愛知郡愛
荘町目加田2360
番地

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年11月18日、新規許可を端緒として監査を実施。4件の違反が認
められた。(1)運送引受書の交付義務違反【記載事項の不備】(旅客自動
車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)、(2)乗務等の
記録義務違反【記録事項の不備】(運輸規則第25条第1項、第2項、第4
項)、(3)運行指示書の作成等義務違反【記載事項等の不備】(運輸規則
第28条の2第1項)、(4)乗務員台帳の作成、備付け義務違反【記載事項
等の不備】(運輸規則第37条第1項)

0 0

貨物 2021 1 13

中日本エクスプレス株式
会社（法人番号
6180001134708) 代表
者西脇智太郎

愛知県名古屋市中村区
名駅南三丁目7-2-3階

名古屋営業
所

愛知県名古屋市
中川区中郷一丁
目2

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第5項

令和2年2月18日及び令和2年12月8日､監査方針に基づき､監査を実施｡1
件の違反が認められた｡(1)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第7条第5項)

0 0

貨物 2021 1 13

株式会社よし笛流通（法
人番号
7160001011040） 代
表者坂野善寛

滋賀県近江八幡市白王
町642番地の1

本社営業所
滋賀県近江八幡
市安土町西老蘇
190-1

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和2年11月11日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。1件の
違反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運
転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する指導及
び監督違反【一部不適切】（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条
第1項）

0 0

貨物 2021 1 13
株式会社塚腰運送（法人
番号2130001018084）
代表者塚腰智之

京都府京都市下京区木
津屋橋通大宮東入上之
町444

上鳥羽営業
所

京都府京都市南
区上鳥羽大物町
51-1

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和2年12月4日、労働局からの通報を端緒に監査を実施。3件の違反が
認められた。（1）点呼の実施違反【未実施】（貨物自動車運送事業輸
送安全規則(以下「安全規則」)第7条第1項から第3項）、（2）点呼の
記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、（3）運行指
示書【作成、指示又は携行の義務違反】(安全規則第9条の3第1項から
第3項)

0 0

貨物 2021 1 13
光成商事株式会社（法人
番号1310001003168）
代表者橋口美咲

長崎県長崎市三重町
3747-6

本社営業所
長崎県長崎市三
重町3747-6

事業停止（60日
間）、輸送施設の使
用停止（80日車）、
文書警告、文書勧告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項第2号、
法第17条第4項、法
第18条第1項、法第
18条第3項、道路運
送車両法（以下｢車
両法｣）第48条、車
両法第50条第1項、
車両法第52条

令和2年11月11日、監査実施。13件の違反が認められた。(1)整備管理
者の選任違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）
第3条の2、道路運送車両法（以下「法」）第50条第1項)、(2)整備管理
者の選任(変更)未届出違反(安全規則第3条の2、法第52条)、(3)定期点
検整備の実施違反(安全規則第3条の2、法第48条)、(4)点呼の実施義務
違反(安全規則第7条)、(5)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、
(6)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(7)運行記録計による
記録義務違反(安全規則第9条)、(8)運転者台帳の記載事項義務違反(安
全規則第9条の5第1項)、(9)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10
条第1項)、(10)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存
違反(安全規則第10条第1項)、(11)運行管理者の選任違反(安全規則第18
条第1項)、(12)運行管理者の選任(解任)未届出違反(安全規則第19条)、
(13)事業者たる法人の役員、社員の変更届出義務違反(貨物自動車運送
事業施行規則第44条第1項第6号)

68 68

貸切バス 2021 1 13

日通船橋運輸株式会社
（法人番号
4040001018372） 代
表者 松下剛

千葉県船橋市海神町3-
124

本社営業所
千葉県船橋市海
神町3-124

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和2年11月24日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。1
件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動
車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

貨物 2021 1 14

有限会社トレンビューロ
ジスティックス（法人番
号9380002020652）
代表者桑原秀治

福島県郡山市安積町日
出山1丁目145番地

本社営業所
福島県郡山市安
積町日出山1丁目
145番地

輸送施設の使用停止
（170日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第4項

令和2年7月8日及び14日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実
施した結果、8件の違反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第3条第4
項）、（2）乗務時間等の基準の遵守違反[一運行の勤務時間]（安全規
則第3条第4項）、（3）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項、第
2項、第3項）、（4）点呼の記録事項義務違反（安全規則第7条第5
項）、（5）乗務等の記録事項[不実記載]義務違反（安全規則第8条）、
（6）運行記録計による記録[不実記録]義務違反（安全規則第9条）、
（7）運行指示書による指示義務違反（安全規則第9条の3第1項）、
（8）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）

17 17

貨物 2021 1 14
有限会社小山運送（法人
番号5380002019806）
代表者小山茂樹

福島県須賀川市横山町
15番地3

本社営業所
福島県須賀川市
横山町15番地3

文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第4項

令和2年11月26日及び令和3年1月6日、監査方針を端緒として監査を実
施した結果、3件の違反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第3条第4
項）、（2）点呼の記録事項義務違反（安全規則第7条第5項）、（3）
運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2021 1 14

株式会社ロジックス近畿
（法人番号
1120001031114） 代
表者楠本佳弘

大阪府大阪市都島区東
野田町4丁目1番17号

兵庫八千代
営業所

兵庫県多可郡多
可町八千代区下
野間字中ノ坪
355-14

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和2年11月6日及び同年12月10日、法令違反の疑いがあることを端緒
に監査を実施。2件の違反が認められた。（1）点呼の実施違反【未実
施】（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第7条第
1項から第3項）、（2）補助者の要件違反（安全規則第18条第3項）

0 0

貨物 2021 1 14
三光運輸株式会社（法人
番号6140001063448）
代表者三木光治

兵庫県神崎郡福崎町高
橋字山城24-1

本社営業所
兵庫県神崎郡福
崎町高橋字山城
24-1

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和2年11月19日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。2件の
違反が認められた。（1）点呼の実施違反【未実施】（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第7条第1項から第3項）、
（2）運転者台帳【記載事項等の不備】（安全規則第9条の5第1項）

0 0

貨物 2021 1 14
株式会社石原商会（法人
番号1140001040492）
代表者石原聡

兵庫県たつの市揖西町
土師1丁目104番地

本社営業所
兵庫県たつの市
揖西町土師1丁目
104番地

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和2年11月27日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。3件の
違反が認められた。（1）乗務等の記録違反【記載事項等の不備】（貨
物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第8条）、（2）
運行記録計による記録違反【記録】（安全規則第9条）、（3）運転者
台帳【記載事項等の不備】（安全規則第9条の5第1項）

0 0

タクシー 2021 1 14

相互交通株式会社（法人
番号２４４０００１００
１０７５） 代表者中川
昌信

北海道函館市昭和２丁
目３９番２２号

本社営業所
北海道函館市昭
和２丁目３９番
２２号

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

令和２年１１月２５日及び同年１１月２６日、公安委員会からの通報
を端緒として監査を実施。２件の違反が認められた。（１）運転者に
対する指導監督義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸
規則」）第３８条第１項）、（２）運転者に対する指導監督の記録義
務違反（運輸規則第３８条第１項）

0 0

乗合バス 2021 1 14
京都市交通局(法人番号
2000020261009) 代表者
山本耕治

京都府京都市右京区太
秦下刑部町12

烏丸営業所
京都府京都市北
区小山北上総町
49番地1号

輸送施設の使用停止
(10日車)

道路運送法第27条第
3項

令和2年8月27日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。2件の違反
が認められた。(1)「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に
対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する指導監督義務
違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第38条第1項)、
(2)運行管理者の指導監督義務違反(指導監督不適切)(運輸規則第48条の
3)

7 1

貸切バス 2021 1 14

ハッコートラベル株式会
社（法人番号
6350001006063） 代
表者松葉藤吉

宮崎県日向市大字日知
屋字塩田16284-1

本社営業所
宮崎県日向市大
字日知屋字塩田
16284-1

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年12月17日、監査実施。2件の違反が認められた。(1)乗務員台帳
の記載事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規
則」）第37条第1項）、(2)運転者に対する指導監督の記録又は指導監
督の記録保存違反（運輸規則第38条第1項）

0 0

タクシー 2021 1 15

観光第一交通株式会社
（法人番号
5370001004454） 代
表者北浦歳彦

宮城県仙台市若林区卸
町東1丁目1番地56号

長町営業所
宮城県仙台市太
白区太子堂2-27

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和3年1月15日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実施した
結果、1件の違反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

11 0



貨物 2021 1 18

石井レッカー有限会社
（法人番号
7480002005760) 代表
者矢上俊樹

徳島県名西郡石井町高
原字関97

本社営業所
徳島県名西郡石
井町高原字関97

輸送施設の使用停止
（20日車)文書警告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項、第
4項、第60条第1項

令和2年8月24日及び同年9月3日、死亡事故を端緒として監査を実施し
たところ、7件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置
が不適切であり、所定の拘束時間の限度を超え、また所定の休息期間
が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと（貨物自動車
運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、(2)運転者
に対する点呼が確実になされていなかったこと（安全規則第7条第1
項、第2項、第3項）、(3)運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が
不適切であったこと（安全規則第7条第5項）、(4)運転者の乗務につい
て定められた事項の記録が不適切であったこと（安全規則第8条）、(5)
運行記録計による記録の保存が確実になされていなかったこと（安全
規則第9条）、(6)運転者台帳について定められた事項の記録が不適切で
あったこと（安全規則第9条の5第1項）、(7)事業報告書の提出をして
いなかったこと（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

2 2

貨物 2021 1 19
朝倉運輸 株式会社（法
人番号30700010055670
小島 一郎

神奈川県横浜市港南区
大久保２－１４－１－
６１０

群馬
群馬県伊勢崎市
赤堀今井町２－
１１２９－３

輸送施設の使用停止
（140日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和2年2月28日及び同
年4月24日、監査を実施。６件の違反が認められた。（１）点呼の実施
義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（２）乗務等
の記録の改ざん・不実記載（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第
1項）、（３）運行記録計による記録の改ざん・不実記録（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第9条）、（４）運行指示書による指示義務違反
等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3）、（５）運転者に対
する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、
（６）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）

14 14

貨物 2021 1 19

株式会社 アラックス
（法人番号
80700010130610新井
一郎

群馬県伊勢崎市日乃出
町７０１－６

本社
群馬県伊勢崎市
日乃出町７０１
－６

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和2年6月24日、監査
を実施。7件の違反が認められた。（１）乗務時間等告示の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（２）点呼の実施
義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（3）運転者
に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1
項）、（４）整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条の4）、（５）運行管理補助者の要件違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第18条第3項）、（６）事業計画の変更認可違
反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、（７）運賃及び料金の未届
出（貨物自動車運送事業報告規則第2条の2）

4 4

貨物 2021 1 19
幹光運輸 株式会社（法
人番号80500010099290
植原 和信

茨城県稲敷郡阿見町吉
原１２４８

本社
茨城県稲敷郡阿
見町吉原１１０
５－１

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年6
月16日及び同年7月7日、監査を実施。６件の違反が認められた。
（１）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条）、（２）乗務等の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第8条第1項）、（３）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第9条）、（４）運行記録計による記録保存義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（５）運転者に対す
る指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、
（６）高齢運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第2項）

1 1

貨物 2021 1 19
株式会社 筧商事（法人
番号30500010149330筧
茂和

茨城県坂東市勘助新田
７０－１

本社
茨城県坂東市勘
助新田７０－２

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年7
月28日及び同年8月25日、監査を実施。４件の違反が認められた。
（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第3条第4項）、（２）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条）、（３）乗務等の記録義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第8条第1項）、（４）運転者に対する指導監督違反等
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

1 1

貨物 2021 1 19

株式会社 リョウエイ物
流（法人番号
60114010068840砂永
篤志

東京都板橋区徳丸６－
７－８

本社
東京都板橋区徳
丸６－７－８

輸送施設の使用停止
（180日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の2

死亡事故を引き起こしたことを端緒として、令和2年3月19日及び同年9
月29日、監査を実施。８件の違反が認められた。（１）乗務時間等告
示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、
（２）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3
条第6項）、（３）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第7条）、（４）運行指示書による指示義務違反等（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第9条の3）、（５）運転者に対する指導監督違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（６）定期点検
整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2）、
（７）運行管理者に対する指導及び監督違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第22条）、（８）事故の未報告（貨物自動車運送事業法第
24条、自動車事故報告規則第3条第1項）
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貨物 2021 1 19

ユタカ運輸株式会社（法
人番号
5120001031845） 代
表者谷口雅子

大阪府大阪市住之江区
西住之江1-4-3-1105

本社営業所
大阪府大阪市住
之江区西住之江
1-4-3-1105

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項

令和2年2月5日及び同年6月9日、公安委員会からの通報を端緒に監査を
実施。8件の違反が認められた。（1）疾病・疲労等のおそれのある乗
務（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第6
項）、（2）点呼の実施違反【未実施】（安全規則第7条第1項及び第2
項）、（3）点呼の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5
項）、（4）乗務等の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第8
条）、（5）運転者台帳【記載事項等の不備】（安全規則第9条の5第1
項）、（6）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して
行う指導及び監督の指針」による運転者に対する特別な指導及び運転
適性診断受診義務違反【運転適性診断の受診状況】（安全規則第10条
第2項）、（7）点検整備記録簿等の記載違反等【記載不適切】（安全
規則第13条、道路運送車両法第49条）、（8）整備管理者の研修受講義
務違反【研修未受講】（安全規則第15条）

4 4

タクシー 2021 1 19

甲州第一交通株式会社
（法人番号
2090001000724） 代
表者棈松徳紀

山梨県甲府市富士見2丁
目1番地62号

里吉営業所
山梨県甲府市里
吉3丁目10番地12
号

輸送施設の使用停止
（40日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第２１条第
５項

令和2年7月15日、死亡事故があった旨公安委員会からの通知を端緒と
して監査を実施。2件の違反が認められた。(1)健康状態の把握義務違反
(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第21条第5項)､(2)運転者
に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)

4 4

タクシー 2021 1 19 広山 嘉一 大阪府大阪市
広山タク
シー

大阪府大阪市
輸送施設の使用停止
(44日車)

道路運送法(以下
「法」)第13条

令和2年11月11日、苦情を端緒として調査を実施。1件の違反が認めら
れた。運送引受義務違反(法第13条)

5 5

貸切バス 2021 1 19
有限会社野間観光(法人
番号8140002061936 )代
表者門脇敏一

兵庫県多可郡多可町八
千代区中野間329番地の
1

本社
兵庫県多可郡多
可町八千代区下
野間780番地の1

文書警告(処分日車数
10日車のため、一般
貸切旅客自動車運送
事業者に対する行政
処分等の基準3.(6)に
よる)

道路運送法(以下
「法」)第27条第3項

令和2年12月14日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。3件の違
反が認められた。(1)乗務員台帳の作成、備付け義務違反【記載事項等
の不備】(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第37条第1
項)、(2)「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う
指導及び監督の指針」による運転者に対する指導監督義務違反(運輸規
則第38条第1項)、(3)自動車に関する表示義務違反(法第95条)

49 1

貸切バス 2021 1 19

株式会社コミュニティタ
クシー(法人番号
8200001022255) 代表者
林戸達美

岐阜県多治見市大原町5
－99－3

京田辺
京都府京田辺市
松井宮田1

輸送施設の使用停止
(80日車)

道路運送法(以下
「法」)第9条の2第1
項

令和2年6月30日及び同年7月20日、区域拡大を端緒として監査を実施。
3件の違反が認められた。(1)運賃料金事前届出、運賃料金変更事前届出
違反(法第9条の2第1項)、(2)運行管理者の選任違反【他の営業所の運行
管理者又は補助者としての兼任】(旅客自動車運送事業運輸規則(以下
「運輸規則」)第47条の9第1項)、(3)運送引受書の交付義務違反【記載
事項の不備】(運輸規則第7条の2第1項)

8 8



貸切バス 2021 1 19

有限会社滝澤観光バス
（法人番号
9090002013727） 代
表者 柳本健

山梨県韮崎市本町4-8-
22

本社営業所
山梨県韮崎市本
町4-8-22

文書警告（処分日車
数50日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和2年11月12日、定期的な監査を実施。5件の違反が認められた。(1)
疾病のおそれのある乗務(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規
則｣)第21条第5項)､(2)乗務等の記録の記録事項不備(運輸規則第25条第2
項)､(3)運行指示書の記載事項不備(運輸規則第28条の2第1項)､(4)運転
者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(5)定期点検整備
等の未実施(運輸規則第45条)

5 5

貨物 2021 1 20

ワールド運輸株式会社
（法人番号
4180301013472) 代表
者岩井政彦

愛知県刈谷市小垣江町
西永井田143

本社営業所
愛知県刈谷市小
垣江町西永井田
143

輸送施設の使用停止
(60日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和2年6月23日及び令和2年6月29日､死亡事故を引き起こしたことを
端緒として､監査を実施｡5件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告
示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)点呼の
記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(3)点
呼の記録不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(4)運
転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5
第1項)､(5)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第1項)

6 6

貨物 2021 1 20
日新運輸株式会社(法人
番号6190001010437) 代
表者庄司只功

三重県松阪市大口町字
畑新田931-1

本社営業所
三重県松阪市大
口町字畑新田
931-1

輸送施設の使用停止
(40日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和2年2月20日及び令和2年2月25日、重傷事故を引き起こしたことを
端緒として、監査を実施。9件の違反が認められた。(1)乗務時間等基準
告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、(2)
点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及
び第2項）、(3)点呼の記録記載事項不備（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第5項）、(4)運転者台帳の記載事項等不備（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第9条の5第1項）、(5)運転者に対する指導監督義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、(6)運転者に
対する指導監督記録記載事項不備（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第10条第1項）、(7)特定の運転者に対する運転適性診断未受診（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、(8)運行管理補助者の要
件違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項）、(9)事業報
告書及び事業実績報告書未提出（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

4 4

タクシー 2021 1 20

観光第一交通株式会社
（法人番号
5370001004454） 代
表者北浦歳彦

宮城県仙台市若林区卸
町東1丁目1番地56号

泉営業所
宮城県仙台市泉
区長命ヶ丘3丁目
26-8、9

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和3年1月20日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実施した
結果、1件の違反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

11 0

貨物 2021 1 21
株式会社ネット（法人番
号4420001006371）
代表者竹田直則

青森県八戸市下長8丁目
1番9号

本社営業所
青森県八戸市下
長8丁目1-14

文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第4項

令和2年9月28日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、5件の違
反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第3条第4項）、（2）疾病･疲労
等のおそれのある乗務（安全規則第3条第6項）、（3）点呼の実施義務
違反（安全規則第7条第1項、第2項、第3項）、（4）運行指示書の記載
事項義務違反（安全規則第9条の3第1項）、（5）運転者に対する指導
監督義務違反（安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2021 1 21

有限会社浦上レンタカー
（法人番号
8310002013317） 代
表者浦上松美

長崎県西海市西海町丹
納郷1208

本社営業所
長崎県西海市西
海町川内郷939-
5、939-6

輸送施設の使用停止
（70日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）法第
17条第1項第1号、
法第17条第4項、法
第60条第1項

令和2年10月27日、監査実施。9件の違反が認められた。(1)疾病、疲労
等のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規
則」)第3条第6項)、(2)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(3)点呼の
記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(4)運行記録計による記録義
務違反(安全規則第9条)、(5)運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条
の5第1項)、(6)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1
項)、(7)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(8)特定
運転者に対する特別な指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(9)報告義
務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項)

7 7

貨物 2021 1 21

生田川通商株式会社（法
人番号
8290801016712） 代
表者小野田一生

福岡県田川郡福地町赤
池474-99

本社営業所
福岡県田川郡福
地町赤池474-99

輸送施設の使用停止
（20日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）法第
17条第1項第1号、
法第17条第4項

令和2年9月16日、監査実施。5件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項)、(2)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5
項)、(3)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(4)
運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(5)運転者に対す
る指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反(安全規則第10条第1項)

2 2

貨物 2021 1 21

株式会社コダマサービス
（法人番号
8180001075792）代表
者佐光恵藏

愛知県小牧市下小針中
島1-207

九州営業所
佐賀県鳥栖市藤
木町8-7

文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項第2号、
法第17条第4項、道
路運送車両法第47条
の2

令和3年1月13日、監査実施。2件の違反が認められた。(1)日常点検の
実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3
条の2、道路運送車両法第47条の2)、(2)点呼の記録事項義務違反(安全
規則第7条第5項)

0 0

タクシー 2021 1 21

下関山電タクシー株式会
社(法人番号
6250001005678） 代
表者清水英治

山口県下関市椋野町3丁
目6番2号

本社営業所
山口県下関市椋
野町3丁目6番2号

輸送施設の使用停止
（20日車）

道路運送法第27条第
3項

令和元年11月25日及び同年12月9日、転落事故を端緒として監査を実
施。2件の違反が認められた。(1)点呼の記録事項義務違反（旅客自動車
運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第24条第5項）、(2)乗務等の
記録事項義務違反（運輸規則第25条第3項）

4 2

貨物 2021 1 22
株式会社 山芳荷役（法
人番号70700010213050
山田 芳民

群馬県太田市粕川町７
３－７

本社
群馬県太田市粕
川町７３－７

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年11
月17日、監査を実施。1件の違反が認められた。（１）運転者に対する
指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2021 1 22
株式会社井上(法人番号
1190001010086) 代表者
井上雅樹

三重県松阪市高須町
3460番地130

本社営業所
三重県松阪市高
須町3460番地130

輸送施設の使用停止
(90日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

令和2年2月28日､監査方針に基づき、監査を実施｡9件の違反が認められ
た｡(1)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)､
(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及
び第2項)､(3)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条第5項)､(4)事故の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第9条の2)､(5)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第10条第2項)､(6)特定の運転者に対する運転適性診
断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(7)運行管理
補助者の要件違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項)､(8)
社会保険等未加入(貨物自動車運送事業法第24条の4)､(9)自動車に関す
る表示義務違反(道路運送法施行規則第65条)

9 9

貨物 2021 1 22
株式会社新栄物流（法人
番号7200001031447)
代表者二村浩之

岐阜県下呂市萩原町桜
洞2266番地8

本社営業所
岐阜県下呂市萩
原町羽根字若栃
下2660番1

輸送施設の使用停止
(20日車)

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

令和2年10月19日､公安委員会からの通知を端緒として､監査を実施｡1件
の違反が認められた｡(1)過積載運行禁止違反(貨物自動車運送事業法第
17条第3項)

2 2



貨物 2021 1 22
白馬運輸株式会社（法人
番号8170001010263）
代表者川口明美

和歌山県日高郡美浜町
大字和田705-3

本社営業所
和歌山県御坊市
湯川町小松原
605-1

事業停止（7日間）輸
送施設の使用停止
（280日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第2
号

令和元年9月10日、同年12月13日及び同年12月19日、関係機関からの
情報を端緒に監査を実施。12件の違反が認められた。（1）事業計画変
更事前届出違反【各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数違
反】（貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1号）、（2）「貨
物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に
係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安
全規則」）第3条第4項）、（3）疾病・疲労等のおそれのある乗務（安
全規則第3条第6項）、（4）点検整備違反【定期点検整備等の未実施】
（安全規則第3条の2、道路運送車両法第48条）、（5）点呼の実施違反
【未実施】（安全規則第7条第1項から第3項）、（6）（7）点呼の記録
違反【記録】及び【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、
（8）乗務等の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第8条）、
（9）運転者台帳【記載事項等の不備】（安全規則第9条の5第1項）、
（10）（11）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対し
て行う指導及び監督の指針」（以下「指導監督告示」）による運転者
に対する指導及び監督違反【一部不適切】、運転者に対する指導及び
監督に係る記録の作成・保存【記録】（安全規則第10条第1項）、
（12）指導監督告示による運転者に対する特別な指導及び運転適性診
断受診義務違反【特別な指導の実施状況】（安全規則第10条第2項）

39 39

タクシー 2021 1 22
大丸交通株式会社（法人
番号5290801002343）
代表者藤野秀之

福岡県北九州市小倉北
区江南町5-33

本社営業所
福岡県北九州市
小倉北区江南町
5-33

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年11月20日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対
する指導監督違反（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

1 0

タクシー 2021 1 22

多々良タクシー有限会社
（法人番号
1290002005298）代表
者城戸義一

福岡県福岡市東区土井
1-23-23

本社営業所
福岡県福岡市東
区土井1-23-23

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年12月24日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対
する指導監督違反（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

タクシー 2021 1 22
西南運輸株式会社（法人
番号1290801002000）
代表者藤野秀之

福岡県北九州市小倉北
区大手町8-36

本社営業所
福岡県北九州市
小倉北区大手町
8-36

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年11月20日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対
する指導監督違反（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

タクシー 2021 1 22

若松第一交通株式会社
（法人番号
3290801012303）代表
者野口和之

福岡県北九州市若松区
くきのうみ中央7-23

二島営業所
福岡県北九州市
若松区二島5-8-
107

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年11月24日、監査実施。2件の違反が認められた。(1)乗務員台帳
の記載事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規
則」）第37条第1項）、(2)点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条
第5項）

0 0

貨物 2021 1 25

山路工業有限会社（法人
番号５４６０１０２００
３６２７） 代表者山路
幸雄

北海道帯広市西１６条
南５丁目４－８

本社営業所
北海道帯広市西
１６条南５丁目
４－８

輸送施設の使用停止
（２０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項第１
号、法第１７条第４
項及び法第６０条第
１項

令和２年１０月９日、関係機関からの情報を端緒として監査を実施。
１１件の違反が認められた。（１）休憩・睡眠施設の管理、保守義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条
第３項）、（２）乗務時間等の基準の遵守義務違反（安全規則第３条
第４項）、（３）点検整備記録簿等の記載義務違反（安全規則第３条
の２）、（４）点呼の記録義務違反（安全規則第７条第５項）、
（５）乗務等の記録事項義務違反（安全規則第８条）、（６）運転者
台帳の記載事項義務違反（安全規則第９条の５第１項）、（７）運転
者に対する指導監督義務違反（安全規則第１０条第１項）、（８）運
転者に対する指導監督の記録義務違反（安全規則第１０条第１項）、
（９）運転者に対する指導監督の記録事項義務違反（安全規則第１０
条第１項）、（１０）特定運転者に対する適性診断受診義務違反（安
全規則第１０条第２項）、（１１）報告義務違反（法第６０条第１
項）

2 2

貨物 2021 1 25

有限会社アサヒ・ライジ
ング（法人番号３４６０
３０２００１７０５）
代表者鈴木浩一

北海道北見市東相内町
１７１番地５６

本社営業所
北海道北見市東
相内町１７１番
地５６

輸送施設の使用停止
（７０日車）

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項及び法
第１７条第４項

令和２年１０月３０日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況
を端緒として監査を実施。３件の違反が認められた。（１）乗務時間
等の基準の遵守義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下
「安全規則」）第３条第４項）、（２）運転者に対する指導監督義務
違反（安全規則第１０条第１項）、（３）運転者に対する指導監督の
記録保存義務違反（安全規則第１０条第１項）

7 7

貨物 2021 1 25
丸協運輸株式会社（法人
番号8500001007168)
代表者渡部尚

愛媛県東温市南方2295-
1

香川営業所
朝日町事務
所

香川県高松市朝
日町6丁目565-2

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和3年1月14日、労働局と合同で監査を実施したところ、1件の違反が
確認された。(1)運転者台帳について定められた事項の記録が不適切で
あったこと（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項）

0 0

乗合バス 2021 1 25

株式会社桔梗ハイヤー
（法人番号１４４０００
１００５３７４） 代表
者横田貴之

北海道亀田郡七飯町鳴
川３丁目２４番１９号

本社営業所
北海道函館市桔
梗３丁目４１番
１０号

輸送施設の使用停止
（１０日車）

道路運送法第２７条
第３項

令和２年１０月１５日、長期未監査を端緒として監査を実施。１件の
違反が認められた。（１）特定運転者に対する適性診断受診義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第２項）

1 1

乗合バス 2021 1 25
産交バス株式会社（法人
番号2330001006754）
代表者岩崎司晃

熊本県熊本市西区上代
4-13-34

玉名営業所
熊本県玉名市岱
明町西照寺968-1

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年11月19日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対
する指導監督違反（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

2 0

貨物 2021 1 26

ワンツーランド株式会社
(法人番号
5180001055244) 代表者
山田恭丈

愛知県名古屋市中川区
打中1-9

名古屋営業
所

愛知県名古屋市
中川区打中1-9

事業停止(30日間)及
び輸送施設の使用停
止(76日車)並びに文
書警告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和2年2月19日､監査方針に基づき､監査を実施｡15件の違反が認められ
た｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第
1項第4号)､(2)運送約款の掲示義務違反(貨物自動車運送事業法第11条)､
(3)整備管理者選任義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の
2)､(4)整備管理者の選任解任届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条の2)､(5)日常点検未実施(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3
条の2)､(6)定期点検未実施(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の
2)､(7)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1
項及び第2項)､(8)点呼の実施不適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第7条第1項及び第2項)､(9)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第8条)､(10)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(11)運転者に対する指導監督義
務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(12)運行管理規
程の記載事項不適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第21条第1項)､
(13)事業報告書及び事業実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60
条第1項)､(14)運賃料金変更未届出(貨物自動車運送事業法第60条第1
項)､(15)自動車に関する表示義務違反(道路運送法施行規則第65条)

38 38

貨物 2021 1 26

有限会社今阪運輸興業
（法人番号
6150002007114） 代
表者今阪雅明

奈良県吉野郡東吉野村
大字小川37

本社営業所
奈良県吉野郡東
吉野村小川37

輸送施設の使用停止
（70日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和2年7月31日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。4件の違反
が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の
勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）点検整備違反
【定期点検整備等の未実施】（安全規則第3条の2、道路運送車両法第
48条）、（3）点呼の実施違反【未実施】（安全規則第7条第1項から第
3項）、（4）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対し
て行う指導及び監督の指針」による運転者に対する特別な指導及び運
転適性診断受診義務違反【運転適性診断の受診状況】（安全規則第10
条第2項）

7 7



タクシー 2021 1 26

株式会社ワールドタク
シー(法人番号
2130001042299) 代表
者宮脇生雄

京都府京都市伏見区景
勝町74

宇治営業所
京都府宇治市槇
島町吹前21

文書警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(駐
停車違反)が過去一年以内に3件に達した。「旅客自動車運送事業者が
事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転
者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1
項)

0 0

タクシー 2021 1 26

株式会社ミハマタクシー
（法人番号
8360001008057）代表
者玉寄毅

沖縄県沖縄市松本5丁目
18番12号

本社営業所
沖縄県沖縄市松
本5丁目18番12号

輸送施設の使用停止
(20日車)、文書警告

道路運送法(以下
「法」)第15条第1項

令和2年11月16日、最低賃金法に違反している旨の通報を端緒に監査実
施。6件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(法第15条第
1項)、(2)運行管理者解任届出違反(法第23条第3項)、(3)点呼の記録義
務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第5
項)、(4)乗務員台帳の記載事項等の不備(運輸規則第37条第1項)、(5)運
転者に対する指導及び監督に係る記録の作成・保存義務違反(運輸規則
第38条第1項）、(6)運転者証の返納等義務違反(タクシー業務適性化特
別措置法第16条第1項、第2項)

2 2

貸切バス 2021 1 26

株式会社藤観光バス（法
人番号
5060001009955） 代
表者 佐藤俊宏

栃木県芳賀郡芳賀町東
高橋266-2

本社営業所
栃木県芳賀郡市
貝町大字赤羽
1975-1

文書警告（処分日車
数10日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和2年11月24日及び令和2年12月17日、定期的な監査を実施。1件の
違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運
送事業運輸規則第38条第1項)

38 1

貨物 2021 1 27
株式会社丸正興運（法人
番号4400601000602）
代表者郷右近文

岩手県奥州市前沢字太
郞ケ沢83番地46

本社営業所
岩手県奥州市前
沢字太郎ケ沢83
番地46

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和2年9月28日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として監査を実
施した結果、1件の違反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2021 1 27

有限会社佐々木運輸（法
人番号
3160002008188） 代
表者佐々木嘉信

滋賀県犬上郡豊郷町大
字石畑345-2

本社事務所
滋賀県犬上郡豊
郷町大字石畑
345-2

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和2年9月11日、労働局からの通報を端緒に監査を実施。3件の違反が
認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤
務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第4項）、（2）点呼の実施違反【未実施】（安全規則
第7条第1項及び第2項）、（3）乗務等の記録違反【記載事項等の不
備】（安全規則第8条）

1 1

貸切バス 2021 1 28

株式会社ＴＫＢ観光（法
人番号３４３０００１０
６７６４５） 代表者藤
井仁

北海道札幌市南区定山
渓温泉西４丁目３４０
番地１

株式会社Ｔ
ＫＢ観光本
社営業所

北海道札幌市南
区定山渓温泉西
４丁目３４０番
地１

処分日車数３０日車
のため、一般貸切旅
客自動車運送事業者
に対する行政処分等
の基準３．（６）に
より文書警告

道路運送法（以下
「法」）第２７条第
３項、法第２９条の
３

令和２年１２月９日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を
端緒として監査を実施。３件の違反が認められた。（１）運転者に対
する特別な指導義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸
規則」）第３８条第２項）、（２）運行管理者の講習受講義務違反
（運輸規則第４８条の４第１項）、（３）輸送の安全にかかわる情報
の公表義務違反（法第２９条の３）

23 3

貨物 2021 1 29
株式会社 飯田重機（法
人番号90200010605203
飯田 憲治

神奈川県横浜市中区南
仲通１－１３

本社
神奈川県横浜市
旭区金が谷６０
９－２

事業停止（3日間）、
輸送施設の使用停止
（190日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

行政処分等を受けたにもかかわらず改善が認められないことを端緒と
して、令和元年12月5日及び同年12月20日、監査を実施。10件の違反
が認められた。（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第3条第4項）、（２）点呼の実施義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条）、（３）乗務等の記録義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（４）運行記録計による
記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（５）運行
指示書による指示義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条
の3）、（６）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第1項）、（７）定期点検整備の実施違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第3条の2）、（８）運行管理者に対する指導
及び監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条）、（９）事
業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、（１
０）事業計画事後届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）

76 21

貨物 2021 1 29
井谷興業有限会社（法人
番号9190002012917)
代表者井谷美次

三重県名張市希央台5番
町60番地

本社営業所
三重県名張市希
央台5番町60番地

輸送施設の使用停止
(10日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法第11条

令和2年6月17日､監査方針に基づき､監査を実施｡8件の違反が認められ
た｡(1)運送約款の掲示義務違反(貨物自動車運送事業法第11条)､(2)乗務
時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4
項)､(3)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条の4)､(4)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第7条第1項)､(5)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第9条)､(6)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第9条の5第1項)､(7)輸送の安全にかかわる情報の公表義
務違反(貨物自動車運送事業法第24条の3)､(8)事業報告書及び事業実績
報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項)

1 1

貨物 2021 2 1

神谷商運 株式会社（法
人番号
9013101005552420諸井
浩

東京都福生市牛浜６１
－１－１０５

本社
東京都福生市牛
浜６１－１－１
０５

事業停止（60日
間）、輸送施設の使
用停止（180日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、平成30年11月28日及び
同年12月5日及び平成31年1月10日、監査を実施。12件の違反が認めら
れた。（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第3条第4項）、（２）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第3条第6項）、（３）点呼の実施義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（４）乗務等の記録事項違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（５）運行記録計
による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、
（６）運行指示書による指示義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第9条の3）、（７）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（８）定期点検整備の実施違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条）、（９）整備管理者の研
修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第15条）、（１
０）名義貸し（貨物自動車運送事業法第27条第1項）、（１１）事業計
画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、（１２）報
告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）

78 78

貨物 2021 2 1

ジョイワーク株式会社
（法人番号
9180001074265) 代表
者小川さおり

愛知県春日井市下条町3
丁目639番地

本社営業所
愛知県春日井市
下条町3丁目639
番地

輸送施設の使用停止
(20日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条

令和2年7月2日､死亡事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡5件の違反が認められた｡(1)運行記録計による記録義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第9条)､(2)運転者に対する指導監督義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(3)特定の運転者に対
する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(4)
特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第2項)､(5)事業実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法
第60条第1項)

2 2

貨物 2021 2 1
有限会社愛河興業（法人
番号6180002074226)
代表者鵜飼朋祐

愛知県犬山市字高根洞
6-1

土岐営業所
岐阜県土岐市下
石町字西山304-
636

輸送施設の使用停止
(20日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第2号

令和2年2月21日､監査方針に基づき､監査を実施｡5件の違反が認められ
た｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第
1項第2号)､(2)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則
第2条第1項第4号)､(3)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法
施行規則第2条第1項第5号)､(4)配置車両数違反(貨物自動車運送事業法
施行規則第6条第1項第1号)､(5)事業計画事後届出違反(貨物自動車運送
事業法施行規則第7条第1項第1号)

16 2



貨物 2021 2 1
有限会社愛河興業（法人
番号6180002074226)
代表者鵜飼朋祐

愛知県犬山市字高根洞
6-1

本社営業所
愛知県小牧市大
字本庄字塚本153
番1

輸送施設の使用停止
(140日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第2号

令和2年1月22日､令和2年2月13日､令和2年2月21日､令和2年7月30日及
び令和2年8月11日､死亡事故を引き起こしたこと等を端緒として､監査
を実施｡12件の違反が認められた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動
車運送事業法施行規則第2条第1項第2号)､(2)事業計画の変更認可違反
(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第3号)､(3)乗務時間等基準
告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(4)健康
診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)､(5)点呼の実
施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､
(6)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5
項)､(7)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
8条)､(8)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第9条)､(9)運行記録計による記録不実記載(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第9条)､(10)運転者に対する指導監督記録義務違反(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(11)特定の運転者に対する運転
適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(12)事
業実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項)

16 14

貨物 2021 2 1
リープ工業株式会社（法
人番号7190001018545)
代表者石川稔

三重県四日市市桜新町
二丁目94番地3

本社営業所
三重県四日市市
桜新町二丁目94
番地3

輸送施設の使用停止
(10日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和2年7月1日､関係機関からの情報を端緒として､監査を実施｡7件の違
反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第3条第4項)､(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録記載事項不備(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(4)運転者台帳の記載事項
等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(5)運行管理
者の選任解任届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条)､(6)輸
送の安全にかかわる情報の公表義務違反(貨物自動車運送事業法第24条
の3)､(7)事業報告書及び事業実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法
第60条第1項)

1 1

貨物 2021 2 1
大宝運輸株式会社（法人
番号2180001037542)
代表者小笠原忍

愛知県名古屋市中区金
山5-3-17

四日市支店

三重県四日市市
河原田町字溝東
1077-10、字畔道
1045-6

輸送施設の使用停止
(30日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和2年7月21日､監査方針に基づき､監査を実施｡8件の違反が認められ
た｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第
1項第4号)､(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
7条第1項及び第2項)､(3)点呼の実施不適切(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第7条第1項及び第2項)､(4)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)運転者に対する指導監督義務違
反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(6)運転者に対する
指導監督記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1
項)､(7)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第2項)､(8)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)

3 3

貨物 2021 2 1
株式会社アテナ急送（法
人番号8200001018930)
代表者神谷博幸

岐阜県関市千疋991-2 本社営業所
岐阜県関市千疋
991-2

輸送施設の使用停止
(50日車)

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和2年8月28日､監査方針に基づき､監査を実施｡4件の違反が認められ
た｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第4項)､(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条第1項及び第2項)､(3)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(4)特定の運転者に対する運
転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)

5 5

貨物 2021 2 1
株式会社アキライン（法
人番号7200001016720)
代表者高木明

岐阜県安八郡輪之内町
里372番地の1

本社営業所
岐阜県安八郡輪
之内町里字鍋弦
372番地の1

輸送施設の使用停止
(20日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和2年7月31日､関係機関からの情報を端緒として､監査を実施｡2件の
違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)

2 2

貨物 2021 2 1
有限会社竹内商事（法人
番号6200002013528)
代表者竹内保

岐阜県安八郡神戸町大
字下宮301-8

本社営業所
岐阜県安八郡神
戸町大字下宮
301-8

輸送施設の使用停止
(10日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和2年6月23日､監査方針に基づき､監査を実施｡3件の違反が認められ
た｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第
1項第4号)､(2)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第1項)､(3)運転者に対する指導監督記録記載事項不備
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)

1 1

貨物 2021 2 1

北陸トラック運送株式会
社（法人番号
1210001003525) 代表
者水島正芳

福井県福井市上細江町
20字1番地

本社営業所
福井県福井市上
細江町20字1-1

輸送施設の使用停止
(20日車)

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和2年6月29日､重傷事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡1件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)

2 2

貨物 2021 2 1

株式会社アイエンタープ
ライズ（法人番号
7220001018351) 代表
者吉田克也

愛知県小牧市外堀三丁
目34番地

名古屋営業
所

愛知県小牧市外
堀三丁目34

輸送施設の使用停止
(10日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第1項及び第2項

令和2年8月25日､死亡事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡3件の違反が認められた｡(1)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(2)運行記録計による記録義務違
反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(3)運転者に対する指導監
督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)

1 1

タクシー 2021 2 1

アルプス第一交通株式会
社（法人番号
5100001017094） 代
表者上條良民

長野県大町市大字大町
3168番地

駅前本社営
業所

長野県大町市大
字大町3168番地

文書警告

道路運送法（以下
「法」）第23条第3
項及び法第27条第3
項

令和2年12月23日、監査実施。3件の違反が認められた。（1）運行管理
者の選任解任届出違反（道路運送法第23条第3項）（2）整備管理者選
任（変更）の未届出、虚偽届出（道路運送車両法第52条）（3）乗務員
台帳の記載不備（運輸規則第37条第1項）

0 0

貸切バス 2021 2 1

株式会社オズ・トリップ
（法人番号
3050001015196） 代
表者神田三起男

長野県千曲市上山田温
泉3丁目12-2

本社営業所
長野県千曲市上
山田温泉2丁目
32-11

輸送施設の使用停止
（100日車）

道路運送法（以下
「法」）法第27条第
3項

令和元年12月6日、監査実施。5件の違反が認められた。（1）運送引受
書の記載不備（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第7
条の2第1項）（2）点呼の実施義務違反（運輸規則第24条第2項）（3）
点呼の記録記載不備（運輸規則第24条第5項）（4）運行記録計による
記録義務違反（運輸規則第26条第1項）（5）運行指示書の記載不備
（運輸規則第28条の2第1項）

22 22

貨物 2021 2 2
株式会社 東毛急送（法
人番号80700010243800
楠田 糾

群馬県太田市藤阿久町
４９９－１

本社
群馬県邑楽郡大
泉町古海６５９
－２

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和2年7月31日、監査
を実施。6件の違反が認められた。（１）点呼の実施義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条）、（２）点呼の記録義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）、（３）運転者に対する指
導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（４）
定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の
2）、（５）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1
項）、（６）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）

3 3

貨物 2021 2 2
春野物流株式会社（法人
番号1080401010820)
代表者鈴木孝典

静岡県浜松市天竜区春
野町気田1015-2

袋井営業所
静岡県袋井市村
松2131-5

輸送施設の使用停止
(40日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和2年6月22日､死亡事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡9件の違反が認められた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運
送事業法施行規則第2条第1項第4号)､(2)乗務時間等基準告示の遵守違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(3)点呼の実施義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(4)点呼の記
録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)乗務
等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(6)運
転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5
第1項)､(7)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第1項)､(8)特定の運転者に対する運転適性診断未受診
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(9)自動車に関する表
示義務違反(道路運送法施行規則第65条)

4 4



貨物 2021 2 2
虎己輸送有限会社（法人
番号9200002012956)
代表者林聖己

岐阜県大垣市草道島町
481

本社営業所
岐阜県大垣市草
道島町字南出口
481

輸送施設の使用停止
(40日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和2年7月30日､監査方針に基づき､監査を実施｡2件の違反が認められ
た｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第4項)､(2)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第9条の5第1項)

4 4

貨物 2021 2 2
山陰運送株式会社(法人
番号5280001000223）
代表者野々村健造

島根県松江市八幡町796
番地69

松江支店
島根県松江市八
幡町796番地69

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第1項及び
同条第4項

令和2年11月20日及び同年12月11日、死亡事故を端緒として監査を実
施。3件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、(2)点呼
の実施義務違反（安全規則第7条第1項及び第2項）、(3)運転者に対す
る指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2021 2 2

有限会社トランスポート
小田（法人番号
3310002019772） 代
表者小田大基

長崎県松浦市今福町東
免1737-3

本社営業所
長崎県松浦市今
福町東免1737-3

輸送施設の使用停止
（30日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項第1号、
法第17条第4項

令和2年9月17日、監査実施。6件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規
則」)第3条第4項)、(2)乗務時間等の基準なお書き違反(安全規則第3条
第4項)、(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(4)運行指示書の記
載事項義務違反(安全規則第9条の3第1項)、(5)運転者台帳の記載事項義
務違反(安全規則第9条の5第1項)、(6)運転者に対する指導監督の記録事
項義務違反(安全規則第10条第1項)

3 3

貨物 2021 2 2
新運輸株式会社（法人番
号6290001052601）
代表者中島弘恵

福岡県大川市大字鬼古
賀189-1

本社営業所
福岡県大川市大
字鬼古賀189-1

輸送施設の使用停止
（70日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項第1号、
法第17条第4項

令和2年11月13日、監査実施。10件の違反が認められた。(1)乗務時間
等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規
則」)第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(3)点呼の
記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(4)点呼の記録事項義務違反(安全
規則第7条第5項)、(5)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(6)
運行指示書に係る（作成、指示、携行）義務違反(安全規則第9条の3第
1項)、(7)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、
(8)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(9)特定運転
者に対する特別な指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(10)特定運転
者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)

7 7

貨物 2021 2 2

株式会社グローバル（法
人番号
4130001033742） 代
表者熊谷修一

京都府城陽市水主塚ノ
木13-11

本社営業所
京都府城陽市市
辺茶うす山2-7

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
9条第1項

令和2年8月18日及び同年9月24日、公安委員会からの通報を端緒に監査
を実施。10件の違反が認められた。（1）事業計画変更認可違反【営業
所の位置（運輸局長が指定する区域外に限る。）の違反】（貨物自動
車運送事業法施行規則（以下「施行規則」）第2条第1項第2号）、
（2）事業計画変更認可違反【乗務員の休憩・睡眠施設の位置及び収容
能力違反】（施行規則第2条第1項第5号）、（3）疾病・疲労等のおそ
れのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第6項）、（4）点呼の記録違反【記載事項等の不備】（安
全規則第7条第5項）、（5）（6）乗務等の記録違反【記録】及び【記
載事項等の不備】（安全規則第8条）、（7）運行記録計による記録違
反【記録】（安全規則第9条）、（8）「貨物自動車運送事業者が事業
用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」（以下「指導監
督告示」）による運転者に対する指導及び監督違反【一部不適切】
（安全規則第10条第1項）、（9）指導監督告示による運転者に対する
特別な指導及び運転適性診断受診義務違反【運転適性診断の受診状
況】（安全規則第10条第2項）、（10）自動車事故報告規則に規定する
事故の届出違反【未届出】（法第24条）

4 4

タクシー 2021 2 2
株式会社香流運輸（法人
番号2180001001812)
代表者髙木千榮子

愛知県名古屋市名東区
引山四丁目606番地

本社営業所
愛知県名古屋市
名東区引山4丁目
606番地

輸送施設の使用停止
(30日車)

道路運送法第13条
令和2年10月8日、監査方針に基づき、監査を実施。1件の違反が認めら
れた。(1)運送引受義務違反(道路運送法第13条)

6 3

タクシー 2021 2 2

日本交通株式会社大阪
(法人番号
7120001030151) 代表者
南都武司

大阪府大阪市港区弁天2
丁目10番6号

港
大阪府大阪市港
区弁天2丁目10番
1号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(放
置駐車違反)が過去一年以内に3件に達した。「旅客自動車運送事業者
が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運
転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第
1項)

0 0

貸切バス 2021 2 2

国本企画交通株式会社
（法人番号
6060001018022） 代
表者 渡邉守

栃木県宇都宮市新里町
丁1182-6

本社営業所
栃木県宇都宮市
岩原町660-3

文書警告（処分日車
数10日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和2年11月13日及び令和2年12月23日、定期的な監査を実施。1件の
違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運
送事業運輸規則第38条第1項)

17 17

貨物 2021 2 3

株式会社ＨＯＴＲＥＸ
（法人番号
5180301020550) 代表
者長谷正宜

愛知県豊田市丸山町三
丁目47-1

本社営業所
愛知県豊田市丸
山町三丁目47-1

輸送施設の使用停止
(30日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和2年7月7日､重傷事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡7件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)点呼の実施義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録義務違
反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(4)運行記録計による
記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(5)運行記録計
による記録保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(6)
運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
10条第1項)､(7)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第2項)

3 3

貨物 2021 2 3

株式会社アートテクニカ
ルセンター（法人番号
1120102017482） 代
表者辻谷薫

大阪府富田林市小金台2
丁目4番3号

堺営業所
大阪府堺市堺区
松屋町一丁16番2

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(放
置行為)が過去1年以内に3件に達した。（1）運転者の指導監督義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2021 2 3
株式会社山中運輸（法人
番号2120001016469）
代表者川井一郎

大阪府大阪市城東区永
田2-8-2

本社営業所
大阪府大阪市城
東区永田2-8-2

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(放
置行為)が過去1年以内に3件に達した。（1）運転者の指導監督義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2021 2 3

アートコーポレーション
株式会社（法人番号
812200105081） 代表
者寺田政登

大阪府大阪市中央区城
見1丁目2番27号

東大阪支店
営業所

大阪府大東市泉
町2-14-11

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(放
置行為)が過去1年以内に3件に達した。（1）運転者の指導監督義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

タクシー 2021 2 3

下電観光バス株式会社
(法人番号
7260001007549） 代
表者永山久人

岡山県岡山市北区厚生
町一丁目2番8号

西大寺営業
所

岡山県岡山市東
区西大寺中3丁目
1168番地4、
1171番地8（11番
17号）

輸送施設の使用停止
（100日車）及び文書
警告

道路運送法第27条第
3項、特定地域及び
準特定地域における
一般乗用旅客自動車
運送事業の適正化及
び活性化に関する特
別措置法（以下「タ
クシー適正化・活性
化法」）第16条の4
第1項

令和元年12月19日及び令和2年2月13日、情報提供を端緒として監査を
実施。9件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反（旅客自
動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第21条第1項）、(2)点呼
の実施義務違反（運輸規則第24条第1項及び第2項）、(3)点呼の記録事
項義務違反（運輸規則第24条第5項）、(4)点呼記録の不実記載（運輸
規則第24条第5項）、(5）乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第25条
第3項）、(6)乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条第1
項）、(7)特定の運転者に対する特別な指導義務違反（運輸規則第38条
第2項）、(8)特定の運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第
38条第2項）、(9)運賃届出、運賃変更届出違反（タクシー適正化・活
性化法第16条の4第1項）

10 10



貸切バス 2021 2 3
佐伯交通有限会社(法人
番号4240002037104）
代表者西本直貴

広島県廿日市市永原
1237番地1号

本社営業所
広島県廿日市市
永原1237番地7号

輸送施設の使用停止
（170日車）及び文書
警告

道路運送法（以下
「法」）第9条の2第
1項及び法第27条第
3項

令和元年11月13日、同年11月28日及び同年12月12日、継続監視の監査
対象であることを端緒として監査を実施。9件の違反が認められた。(1)
運賃料金事前届出・運賃料金変更事前届出違反（法第9条の2第1項）、
(2)運送引受書の記載事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以
下「運輸規則」）第7条の2第1項）、(3)点呼の実施義務違反（運輸規
則第24条第1項、第2項及び第3項）、(4)点呼の記録事項義務違反（運
輸規則第24条第5項）、(5)運行記録計による記録保存義務違反（運輸
規則第26条第1項）、(6)運行指示書の記載事項義務違反（運輸規則第
28条の2第1項）、(7)運転者に対する指導監督義務違反（運輸規則第38
条第1項）、(8)運転者に対する指導監督の記録義務違反（運輸規則第
38条第1項）、(9)特定の運転者に対する特別な指導義務違反（運輸規
則第38条第2項）

17 17

貨物 2021 2 4

みやび運輸有限会社（法
人番号
4420002002873） 代
表者三上雅明

青森県青森市大字駒込
字深沢13番地777

本社営業所
青森県青森市大
字駒込字深沢13
番地777

文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第4項

令和2年11月12日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、3件の
違反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第3条第4項）、（2）点呼の実
施義務違反（安全規則第7条第1項、第2項、第3項）、（3）運転者に対
する指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2021 2 4

株式会社KSトランス
ポート（法人番号
3420002007460） 代
表者佐藤幸和

岩手県一関市千厩町磐
清水字島越2番地1

本社営業所
岩手県一関市千
厩町磐清水字島
越2番地1

輸送施設の使用停止
（120日車）

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第8
条第1項、法第9条第
1項、法第17条第1
項第1号、法第17条
第4項

令和2年7月14日及び10月23日、監査方針を端緒として監査を実施した
結果、7件の違反が認められた｡（1）自動車車庫の位置及び収容能力違
反[営業所との距離]（貨物自動車運送事業法施行規則（以下｢施行規
則｣）第2条第1項第4号）、（2）自動車車庫の位置及び収容能力違反
（施行規則第2条第1項第4号）、（3）乗務時間等の基準の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4
項）、（4）乗務時間等の基準の遵守違反[一運行の勤務時間]（安全規
則第3条第4項）、（5）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項、第
2項、第3項）、（6）運行指示書の作成義務違反（安全規則第9条の3第
1項）、（7）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1
項）

12 12

貨物 2021 2 4
株式会社ＭＦＬ（法人番
号2120902002170）
代表者信川英樹

大阪府摂津市鳥飼西1丁
目1番17号

神戸営業所
兵庫県神戸市兵
庫区築地町6-33

輸送施設の使用停止
（100日車）

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項

令和2年7月9日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。10件の違
反が認められた。（1）事業計画変更事前届出違反【各営業所に配置す
る事業用自動車の種別ごとの数違反】（貨物自動車運送事業法施行規
則第6条第1項第1号）、（2）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の
運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（3）疾
病、疲労等のおそれのある乗務（安全規則第3条第6項）、（4）過積載
運送の引受け、指示等【過積載による運送の引受け】（法第17条第3
項）、（5）点呼の実施違反【未実施】（安全規則第7条第1項及び第2
項）、（6）点呼の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5
項）、（7）運行記録計による記録違反【記録】（安全規則第9条）、
（8）運転者台帳【記載事項等の不備】（安全規則第9条の5第1項）、
（9）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指
導及び監督の指針」による運転者に対する指導及び監督違反【一部不
適切】（安全規則第10条第1項）、（10）指導監督告示による運転者に
対する特別な指導及び運転適性診断受診義務違反【運転適性診断の受
診状況】（安全規則第10条第2項）

10 10

タクシー 2021 2 4

国際貸切自動車株式会社
（法人番号
3420001000854） 代
表者酒井信幸

青森県青森市大字石江
字江渡25番地の4

本社営業所
青森県青森市大
字石江字江渡25
番地の4

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年11月30日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、2件の
違反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反（旅客自動
車運送事業運輸規則（以下｢運輸規則｣）第38条第1項）、（2）高齢運
転者に対する指導義務違反（運輸規則第38条第2項）

0 0

タクシー 2021 2 4

相互タクシー株式会社
（法人番号
1370001008855） 代
表者髙野公壯

宮城県仙台市青葉区折
立2丁目8番地5号

本社営業所
宮城県仙台市青
葉区折立2丁目13
の3

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和3年2月4日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実施した結
果、1件の違反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

貨物 2021 2 5

サンライズ産業株式会社
（法人番号
4420001010605） 代
表者工藤博文

青森県弘前市大字一町
田字早稲田863番地

本社営業所
青森県弘前市大
字賀田一丁目7-2

輸送施設の使用停止
（20日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第4項

令和元年11月19日、令和2年6月2日及び12月25日、死亡事故を引き起
こしたことを端緒として監査を実施した結果、3件の違反が認められ
た｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則（以下｢安全規則｣）第3条第4項）、（2）乗務等の記録事項義務違
反（安全規則第8条）、（3）運転者に対する指導監督義務違反（安全
規則第10条第1項）

2 2

貨物 2021 2 5
有限会社かとう（法人番
号3130002027967）
代表者加藤億千

京都府宇治市広野町新
成田100番地の62

本社営業所
京都府綴喜郡宇
治田原町郷之口
小字中島4-9

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和2年9月15日及び同年9月28日、公安委員会からの通報を端緒に監査
を実施。4件の違反が認められた。（1）点呼の実施違反【未実施】
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第7条第1
項）、（2）点呼の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5
項）、（3）乗務等の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第8
条）、（4）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して
行う指導及び監督の指針」による運転者に対する指導及び監督違反
【一部不適切】（安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2021 2 8
福野運送株式会社（法人
番号5230001008527）
代表者江上勝

富山県南砺市野新221－
2

本社営業所
富山県南砺市野
新221－2

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項及び同条
第4項

令和2年10月8日、監査実施。4件の違反が認められた。（1）乗務時間
等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）（2）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項、
第2項）（3）乗務等の記録記載不備（安全規則第8条）（4）運転者台
帳の記載不備（安全規則第9条の5第1項）

1 1

貨物 2021 2 8
持山配送株式会社（法人
番号3080001005285)
代表者渡邊恵美子

静岡県静岡市葵区千代
1-8-10

本社営業所
静岡県静岡市葵
区千代1-8-10(千
代字大場360-1)

輸送施設の使用停止
(90日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和2年2月27日､重傷事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡17件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)健康診断未受診(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第3条第6項)､(3)整備管理者の選任解任届出違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)､(4)定期点検未実施(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)､(5)点検整備記録簿等の記録保
存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)､(6)点呼の実施
義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(7)
点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5
項)､(8)乗務等の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8
条)､(9)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
8条)､(10)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第9条)､(11)運転者台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第9条の5第1項)､(12)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(13)運転者に対する指導監督義務
違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(14)特定の運転者
に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項)､(15)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第2項)､(16)運行管理規程の記載事項不適切(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第21条第1項)､(17)運行管理者の選任解任
届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条)

9 9



貨物 2021 2 9

丸大運輸有限会社（法人
番号３４６０００２００
２９９４） 代表者関川
千秋

北海道釧路市大楽毛１
丁目７番１６号

本社営業所
北海道釧路市大
楽毛１丁目７番
１６号

文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
９条第１項、法第１
７条第１項第２号

令和２年１１月１３日及び令和２年１１月２７日、その他事故、法令
違反、事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。２件の違反が認
められた。（１）事業計画変更認可義務違反［乗務員の休憩・睡眠施
設の位置及び収容能力］（貨物自動車運送事業法施行規則第２条第１
項第５号）、（２）点検整備記録簿等の記載義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第３条の２）

0 0

タクシー 2021 2 9

カネ七タクシー合資会社
（法人番号
2190003001231) 代表
者松本岳洋

三重県松阪市神守町273 本社営業所
三重県松阪市神
守町西川原276-1

輸送施設の使用停止
(20日車)及び文書警
告

旅客自動車運送事業
運輸規則第37条第1
項

令和2年10月8日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として、監査を
実施。7件の違反が認められた。(1)乗務員台帳の作成義務違反(旅客自
動車運送事業運輸規則第37条第1項)､(2)乗務員台帳の記載事項等不備
(旅客自動車運送事業運輸規則第37条第1項)､(3)運転者に対する指導監
督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)､(4)運転者に対
する指導監督記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第
1項)､(5)特定の運転者に対する指導義務違反(旅客自動車運送事業運輸
規則第38条第2項)､(6)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(旅客
自動車運送事業運輸規則第38条第2項)､(7)輸送の安全にかかわる情報の
公表義務違反(道路運送法第29条の3)

2 2

貸切バス 2021 2 9
有限会社ＫＩ企画（法人
番号5050002041017）
代表者 石塚清

茨城県常総市水海道森
下町4470

本社営業所
茨城県稲敷郡河
内町源清田6205

輸送施設の使用停止
（170日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第26条第1
項

令和2年1月14日及び令和2年2月28日、定期的な監査を実施。6件の違
反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(道路運送法第15条第1
項)､(2)疾病のおそれのある乗務(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運
輸規則｣)第21条第5項)､(3)点呼の実施義務違反(運輸規則第24条第1項､
第2項)､(4)乗務等の記録の記録事項不備(運輸規則第25条第2項)､(5)運
行記録計による記録義務違反(運輸規則第26条第1項)､(6)運転者に対す
る指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)

26 17

貨物 2021 2 10

株式会社シンエイ･
LOGISTICS（法人番号
1390002010577） 代
表者奥山廣藏

山形県酒田市広野字十
五軒4番地の1、2F

酒田営業所
山形県酒田市広
野字十五軒4-1

輸送施設の使用停止
（20日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第4項、法第24
条

令和2年7月29日及び11月10日、公安委員会からの通知を端緒として監
査を実施した結果、4件の違反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の
遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第3条
第4項）、（2）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項、第2項、第
3項）、（3）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1
項）、（4）自動車事故の届出義務違反（貨物自動車運送事業法第24
条）

2 2

貨物 2021 2 10
株式会社籠瀬運輸（法人
番号7230001007304）
代表者籠瀬良明

富山県黒部市沓掛3133 本社営業所
富山県黒部市沓
掛字道上割3133

文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項及び同条
第4項

令和2年10月12日、監査実施。2件の違反が認められた。（1）乗務時間
等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）（2）点呼の記録記載不備（安全規則第7条第5項）

0 0

貨物 2021 2 10
株式会社CLIP(法人番号
3240001050281） 代
表者仙波雄史

広島県広島市佐伯区石
内上一丁目14番3号

本社営業所
広島県広島市佐
伯区石内上一丁
目14番3号

輸送施設の使用停止
（40日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
9条第3項前段、法第
11条、法第17条第1
項第1号及び同条第4
項

令和元年12月25日及び令和2年7月13日、情報提供を端緒として監査を
実施。5件の違反が認められた。(1)事業計画の変更事前届出違反（貨物
自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1号）、(2)運送約款の掲示義
務違反（法第11条）、(3)乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、(4)疾病・疲労
等のおそれのある乗務禁止違反（安全規則第3条第6項）、(5)点呼の記
録事項義務違反(安全規則第7条第5項)

4 4

貨物 2021 2 16
株式会社丸吉運輸（法人
番号6470001010904)
代表者吉田利幸

香川県三豊市仁尾町大
字仁尾辛40-2

本社営業所
香川県三豊市仁
尾町大字仁尾辛
40-2

輸送施設の使用停止
（50日車)文書警告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項、第
4項

令和2年11月6日、利用者等からの苦情等を端緒として監査を実施した
ところ、6件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が
不適切であり、所定の拘束時間の限度を超え、また所定の休息期間が
十分確保されない状態で乗務していた者があったこと（貨物自動車運
送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、(2)運転者に
対する点呼が確実になされていなかったこと（安全規則第7条第1項、
第2項、第3項）、(3)運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適
切であったこと（安全規則第7条第5項）、(4)運転者の乗務について定
められた事項の記録が不適切であったこと（安全規則第8条）、(5)運行
記録計による記録が確実になされていなかったこと（安全規則第9
条）、(6)運行指示書を作成していなかったこと（安全規則第9条の3第
1項、第2項、第3項）

5 5

貨物 2021 2 16

株式会社ひかり物流（法
人番号
1340001015235） 代
表者森永良作

鹿児島県曽於郡大崎町
神領606-1

本社営業所
鹿児島県曽於郡
大崎町神領606-1

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

令和2年12月22日、監査実施。2件の違反が認められた。(1)過積載運送
(貨物自動車運送事業法（以下「法」）第17条第3項)、(2)過積載による
運送の指示(法第17条第3項)

3 3

貨物 2021 2 16
株式会社NAO（法人番
号4290001057461）
代表者中野菜穂

福岡県遠賀郡芦屋町大
字山鹿310-1

本社営業所
福岡県遠賀郡芦
屋町大字山鹿
310-1

輸送施設の使用停止
（10日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項第1号、
法第17条第4項

令和2年11月10日、監査実施。5件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規
則」)第3条第4項)、(2)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5
項)、(3)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(4)運行記録計に
よる記録義務違反(安全規則第9条)、(5)運転者台帳の記載事項義務違反
(安全規則第9条の5第1項)

1 1

貨物 2021 2 16

中村産業輸送株式会社
（法人番号
7290801016432） 代
表者中村優

福岡県田川市大字弓削
田86-1

大牟田営業
所

福岡県大牟田市
四山町84-6

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和2年11月26日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)運転者台帳
の記載事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)

0 0

貸切バス 2021 2 16

有限会社みず季野観光
（法人番号
8040002097445） 代
表者 清水克巳

千葉県野田市目吹2532-
2

本社営業所
千葉県野田市目
吹2532-8

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第24条第5
項

令和2年11月19日及び令和2年12月8日、法令違反の疑いがあることを
端緒に監査を実施。2件の違反が認められた。(1)点呼の記録事項義務違
反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第24条第5項)､(2)運
転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)

0 0

貨物 2021 2 17

友紀商事株式会社（法人
番号６４５０００１０１
２５９６） 代表者寺田
治記

北海道紋別市渚滑町６
丁目４７番地２５

本店営業所
北海道紋別市渚
滑町６丁目４７
番地２５

文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項第１
号、法第１７条第４
項

令和２年９月２８日、令和２年１０月２３日及び令和２年１１月２０
日、公安委員会からの通報等を端緒として監査を実施。７件の違反が
認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、（２）点
呼の実施義務違反（安全規則第７条第３項）、（３）点呼の記録事項
義務違反（安全規則第７条第５項）、（４）乗務等の記録事項義務違
反（安全規則第８条）、（５）運行指示書の記載事項義務違反（安全
規則第９条の３第１項）、（６）運転者台帳の記載事項義務違反（安
全規則第９条の５第１項）、（７）運転者に対する指導監督義務違反
（安全規則第１０条第１項）

0 0

貨物 2021 2 17

株式会社オカダ（法人番
号９４３０００１０４１
５１２） 代表者岡田恵
太

北海道札幌市白石区東
米里２１２４番１４６

恵庭営業所
北海道恵庭市戸
磯５３６番地１
６

文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項第１
号、法第１７条第４
項

令和３年１月２６日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を
端緒として監査を実施。３件の違反が認められた。（１）乗務時間等
の基準の遵守義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安
全規則」）第３条第４項）、（２）点呼の記録事項義務違反（安全規
則第７条第５項）、（３）事故の記録義務違反（安全規則第９条の
２）

0 0

貨物 2021 2 17

株式会社フジワラ・サー
ビス（法人番号
4180001063735) 代表
者藤原義朗

愛知県北名古屋市法成
寺ﾂﾅｷﾞ畑51

本社営業所
愛知県北名古屋
市法成寺ﾂﾅｷﾞ畑
51

輸送施設の使用停止
(10日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

令和2年9月2日､死亡事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡2件の違反が認められた｡(1)運転者に対する指導監督義務違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(2)特定の運転者に対する運
転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)

1 1



貨物 2021 2 17
有限会社尾濃運輸（法人
番号9180002077408)
代表者浦前育睦

愛知県一宮市西萩原字
下出9番地の1

本社営業所
愛知県稲沢市祖
父江町大字祖父
江字中沼11番1

輸送施設の使用停止
(30日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第1項及び第2項

令和2年8月28日､無免許運転及び公安委員会からの通知を端緒として､
監査を実施｡6件の違反が認められた｡(1)点呼の実施義務違反(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の記録義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(3)特定の運転者に対す
る指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(4)特
定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第2項)､(5)運行管理者に対する指導監督義務違反(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第22条)､(6)事業報告書及び事業実績報告書未
提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項)

3 3

貨物 2021 2 17
有限会社藤村運送（法人
番号2480002015806)
代表者藤村勝利

徳島県三好市三野町太
刀野山301-15

本社営業所
徳島県三好市三
野町太刀野山字
花園中301-15

輸送施設の使用停止
（30日車)文書警告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項、第
4項

令和2年10月2日及び同年10月22日、労働局からの通報を端緒として監
査を実施したところ、6件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に
関する措置が不適切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度
を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた
者があったこと（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）、(2)運転者に対する点呼が確実になされていな
かったこと（安全規則第7条第1項、第2項、第3項）、(3)運転者に対す
る点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと（安全規則第7条第
5項）、(4)運転者台帳について定められた事項の記録が不適切であった
こと（安全規則第9条の5第1項）、(5)高齢運転者に対して事業用自動
車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項についての特別な指
導が不適切だったこと（安全規則第10条第2項）、(6)高齢運転者に対
して法令で定められた適性診断を受診させていなかったこと（安全規
則第10条第2項）

3 3

貨物 2021 2 18
株式会社国土（法人番号
2110001000044） 代
表者梨本貴幸

新潟県新潟市西区善久
1068番地1

東港営業所
新潟県新潟市北
区太郎代字浜辺
2651-1

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第4項及び法第
18条第2項

令和2年9月3日、監査実施。4件の違反が認められた。（1）点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第7
条第1項、第2項）（2）点呼の記録記載不備（安全規則第7条第5項）
（3）運転者に対する指導監督違反（安全規則第10条第1項）（4）運行
管理者に対する指導監督違反（安全規則第22条）

1 1

貨物 2021 2 18
日本運輸株式会社（法人
番号4180001046962)
代表者森野堅一郎

愛知県名古屋市港区明
正一丁目338番地の1

弥富営業所
愛知県弥富市稲
荷二丁目28番地1

輸送施設の使用停止
(10日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和2年9月3日､重傷事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡2件の違反が認められた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運
送事業法施行規則第2条第1項第4号)､(2)運転者に対する指導監督義務違
反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)

1 1

貨物 2021 2 18
マルト運輸株式会社（法
人番号8080001019256)
代表者渡辺三夫

静岡県焼津市田尻北
1406番地の1

本社営業所
静岡県焼津市田
尻北1406番地の1

輸送施設の使用停止
(70日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和2年2月25日及び令和2年6月16日､監査方針に基づき､監査を実施｡8
件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)健康診断未受診(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第3条第6項)､(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(4)点呼の記録記載事項不備
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)乗務等の記録記載事
項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(6)運行記録計による
記録不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(7)運転者台帳
の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(8)
運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条
の5第1項)

7 7

貨物 2021 2 18
株式会社藤一商事（法人
番号1160001018611)
代表者藤江龍弥

三重県四日市市日永西5
丁目7番25号

三重営業所

三重県いなべ市
員弁町大字大泉
新田字南八畝割
590番地2

輸送施設の使用停止
(60日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和元年12月2日及び令和2年1月14日､監査方針に基づき､監査を実施｡
12件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)点呼の実施義務違反(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)､(3)点呼の
記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(4)乗
務等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(5)
運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9
条)､(6)事故の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9
条の2)､(7)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第9条の3第1項)､(8)運転者台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条の5第1項)､(9)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(10)特定の運転者に対する
運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､
(11)一般講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第
1項)､(12)事業報告書及び事業実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法
第60条第1項)

6 6

タクシー 2021 2 18

白浜第一交通株式会社
(法人番号
3170001009070) 代表者
髙野福己

和歌山県西牟婁郡白浜
町1162番地の9

田辺
和歌山県田辺市
神子浜2－381－
30

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年11月27日、労働局からの通報を端緒として監査を実施。4件の
違反が認められた。(1)点呼の記録義務違反【記録】(旅客自動車運送事
業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第5項)、(2)点呼の記録義務違反
【記載事項の不備】(運輸規則第24条第5項)、(3)「旅客自動車運送事業
者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による
運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(4)運転者に
対する指導及び監督に係る記録の作成・保存義務違反【記載事項等の
不備】(運輸規則第38条第1項)

0 0

貨物 2021 2 19

有限会社Ｍ’ｓ商運（法
人番号８４６２５０２０
００４８１） 代表者佐
藤暢

北海道釧路市大楽毛北
２丁目２５番２号

本社営業所
北海道釧路市大
楽毛北２丁目２
５番２号

輸送施設の使用停止
（１００日車）及び
文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項第１
号、法第１７条第１
項第２号、法第１７
条第４項、法第６０
条第１項

令和２年９月３０日、関係機関からの情報を端緒として監査を実施。
８件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４
項）、（２）疾病・疲労等のおそれのある乗務（安全規則第３条第６
項）、（３）定期点検整備の実施義務違反（安全規則第３条の２）、
（４）点呼の記録事項義務違反（安全規則第７条第５項）、（５）運
行指示書の作成、指示又は携行義務違反（安全規則第９条の３第１
項）、（６）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第１０条第
１項）、（７）運転者に対する指導監督の記録事項義務違反（安全規
則第１０条第１項）、（８）報告義務違反法第６０条第１項）

10 10

貨物 2021 2 19
有限会社凝地（法人番号
2500002023962) 代表
者凝地美紀

愛媛県南宇和郡愛南町
緑乙3605

長洲営業所
愛媛県南宇和郡
愛南町御荘長洲
1331-1

輸送施設の使用停止
（10日車)文書警告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項、第
4項

令和2年10月8日及び同年11月4日、死亡事故を端緒として監査を実施し
たところ、7件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置
が不適切であり、連続運転時間の限度を超えて乗務していた者があっ
たこと（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条
第4項）、(2)運転者に対する点呼が確実になされていなかったこと（安
全規則第7条第1項、第2項、第3項）、(3)運転者に対する点呼の実施結
果の記録内容が不適切であったこと（安全規則第7条第5項）、(4)運転
者の乗務について定められた事項の記録が不適切であったこと（安全
規則第8条）、(5)運転者台帳について定められた事項の記録が不適切で
あったこと（安全規則第9条の5第1項）、(6)高齢運転者に対して事業
用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項についての特
別な指導が不適切だったこと（安全規則第10条第2項）、(7)高齢運転
者に対して法令で定められた適性診断を受診させていなかったこと
（安全規則第10条第2項）

1 1



貨物 2021 2 19
有限会社和晋（法人番号
3120102022927） 代
表者森近晴記

大阪府貝塚市木積2220
番地

本社営業所
大阪府貝塚市木
積2220

事業停止（30日間）
輸送施設の使用停止
（100日車）

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
27条第1項

平成31年3月18日、令和元年6月19日及び同年9月9日、法令違反の疑い
があることを端緒に監査を実施。事業停止について、（1）名義貸し
（法第27条第1項）の違反が認められ、「貨物自動車運送事業者に対す
る行政処分等の基準について」（平成21年10月1日付け（令和2年11月
27日改正）近運自監公示第14号、近運技保公示第9号。）の附則によ
り、従前の「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準につい
て」（平成21年10月1日付け（平成30年4月26日改正）近運自監公示第
14号、近運技保公示第9号。）の記5事業停止処分(1)⑥に該当し、使用
停止処分について、6件の違反が認められた。（1）事業計画変更認可
違反【自動車車庫の位置及び収容能力違反】（貨物自動車運送事業法
施行規則（以下「施行規則」）第2条第1項第4号）、（2）事業計画変
更事前届出違反【各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数違
反】（施行規則第6条第1項第1号）、（3）疾病、疲労等のおそれのあ
る乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条
第6項）、（4）点呼の記録違反【記録の改ざん・不実記載】（安全規
則第7条第5項）、（5）運転者台帳【記載事項等の不備】（安全規則第
9条の5第1項）、（6）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転
者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する指導及び
監督違反【一部不適切】（安全規則第10条第1項）

40 40

タクシー 2021 2 19
三神清美 代表者三神清
美

北海道札幌市東区
三神ＴＡＸ
Ｉ営業所

北海道札幌市東
区

輸送施設の使用停止
（１０日車）

道路運送法第２７条
第３項

令和３年１月１８日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を
端緒として監査を実施。１件の違反が認められた。（１）定期点検整
備の実施義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第４５条第１号）

1 1

乗合バス 2021 2 19
阪急バス株式会社(法人
番号6120901019848)
代表者井波洋

大阪府池田市井口堂1丁
目9番21号

芦屋浜
兵庫県芦屋市新
浜町1番地3号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和3年1月26日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対
して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する指導監督義務違
反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

4 0

貸切バス 2021 2 19

天草くすうら観光バス株
式会社（法人番号
6330001019026） 代
表者蓮池伸一

熊本県天草市楠浦町
10444-15

本社営業所
熊本県天草市楠
浦町10444-15

輸送施設の使用停止
（60日車）、文書警
告

道路運送法第27条第
3項

令和2年10月22日、監査実施。3件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規
則」）第21条第1項）、(2)特定運転者に対する特別な指導監督違反
（運輸規則第38条第2項）、(3)特定運転者に対する適性診断受診義務
違反（運輸規則第38条第2項）

6 6

貸切バス 2021 2 22
株式会社まほろば(法人
番号5150001017247) 代
表者中尾吉宏

奈良県天理市二階堂上
ノ庄町239番地

本社
奈良県天理市二
階堂上ノ庄町235
番地の1

文書警告(処分日車数
10日車のため、一般
貸切旅客自動車運送
事業者に対する行政
処分等の基準3.(6)に
よる)

道路運送法(以下
「法」)第27条第3項

令和2年12月2日、苦情を端緒として調査を実施。1件の違反が認められ
た。事業計画の事前変更届出違反(法第15条第3項)

1 1

貨物 2021 2 24

有限会社エイケン建設
（法人番号
3230002005797） 代
表者江野本正裕

富山県中新川郡上市町
湯上野92

本社営業所
富山県中新川郡
上市町野島字大
門58－1

許可の取消し
貨物自動車運送事業
法第32条

所在不明事業者であることを端緒に調査を実施。相当の期間事業を
行っていないものと認められた。（1）事業の無届出休止・廃止（貨物
自動車運送事業法第32条）

0 0

貨物 2021 2 24
有限会社興能商事（法人
番号1230002012853）
代表者直江義邦

富山県氷見市大野字江
淵1420

本社営業所
富山県氷見市大
野字江淵1420

許可の取消し
貨物自動車運送事業
法第32条

所在不明事業者であることを端緒に調査を実施。相当の期間事業を
行っていないものと認められた。（1）事業の無届出休止・廃止（貨物
自動車運送事業法第32条）

0 0

貨物 2021 2 24
合資会社大雄産業(法人
番号6360003000749)代
表者大城貞雄

沖縄県豊見城市字座安
332-4

本社営業所
沖縄県豊見城市
字座安334

輸送施設の使用停止
(25日車）、文書警告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第2
号

令和2年11月26日、適性化実施機関が行った巡回指導の評価結果を勘案
し監査実施。4件の違反が認められた。(1)定期点検整備等の未実施(貨
物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」第3条の2)、(2)点呼
記録の記載事項等の不備(安全規則第7条第5項)、（3）運転者台帳の作
成義務違反(安全規則第9条の5第1項)、（4）運転者に対する指導及び
監督違反（安全規則第10条第1項）

3 3

貨物 2021 2 25
愛西運輸株式会社（法人
番号6180001131606)
代表者正村嘉良

愛知県名古屋市西区比
良4丁目396番地

本社営業所
愛知県名古屋市
西区稲生町2丁目
39番地の2

輸送施設の使用停止
(10日車)

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

令和2年9月25日及び令和2年10月5日､重傷事故を引き起こしたことを
端緒として､監査を実施｡1件の違反が認められた｡(1)運転者に対する指
導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)

1 1

貨物 2021 2 25
有限会社平山産業（法人
番号3190002006957)
代表者禎清彦

三重県鈴鹿市安塚町
1744

本社営業所
三重県鈴鹿市稲
生塩屋1-7-16

輸送施設の使用停止
(70日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和2年7月29日､公安委員会からの通知を端緒として､監査を実施｡15件
の違反が認められた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1項第4号)､(2)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(3)定期点検未実施(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第3条の2)､(4)点呼の実施義務違反(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(5)点呼の記録義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(6)点呼の記録記載事項
不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(7)事故の記録義務
違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の2)､(8)運転者台帳の記載
事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(9)運転
者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条
第1項)､(10)運転者に対する指導監督記録義務違反(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第1項)､(11)運転者に対する指導監督記録記載事項
不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(12)特定の運転者
に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項)､(13)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第2項)､(14)運行管理者の選任届出違反(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第19条)､(15)自動車事故報告書未届出(貨物自
動車運送事業法第24条)

7 7

貨物 2021 2 25
有限会社三重油送（法人
番号6190002007192)
代表者杉野隆文

三重県津市河芸町西千
里1409番地1

津営業所
三重県津市白塚
町5302-2

輸送施設の使用停止
(60日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和2年8月26日､監査方針に基づき､監査を実施｡8件の違反が認められ
た｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第
1項第4号)､(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
7条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第5項)､(4)運転者台帳の作成義務違反(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(5)運転者台帳の記載事項等不備
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(6)特定の運転者に
対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､
(7)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第2項)､(8)運行管理補助者の要件違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第18条第3項)

6 6

貨物 2021 2 25

有限会社Ａｍｉｋａ(法
人番号
9240002031317） 代
表者大平久美子

広島県三次市三和町敷
名4343番地

本社営業所
広島県三次市江
田川之内町508-7

輸送施設の使用停止
（30日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
9条第1項、法第17
条第1項及び同条第4
項

令和2年1月7日及び同年1月29日、死亡事故を端緒として監査を実施。9
件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反（車庫）（貨物自
動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号）、(2)乗務時間等告示の遵
守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条
第4項）、(3)点呼の記録義務違反（安全規則第7条第5項）、(4)点呼の
記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、（5）乗務等の記録事項義務
違反（安全規則第8条第1項）、（6）運行記録計による記録保存義務違
反（安全規則第9条）、（7）運転者台帳の記載事項義務違反（安全規
則第9条の5第1項）、（8）運転者に対する指導監督義務違反（安全規
則第10条第1項）、（9）整備管理者の研修受講義務違反（安全規則第
15条）

3 3



貨物 2021 2 25
株式会社ヤマケン（法人
番号7290001039655）
代表者山野学

福岡県糟屋郡粕屋町大
字仲原2922

本社営業所
福岡県糟屋郡粕
屋町大字仲原
2922

輸送施設の使用停止
（60日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第4項

令和2年10月16日、監査実施。13件の違反が認められた。(1)乗務時間
等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規
則」)第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(3)点呼の
記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(4)点呼の記録事項義務違反(安全
規則第7条第5項)、(5)乗務等の記録義務違反(安全規則第8条)、(6)乗務
等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(7)運行記録計による記録義務
違反(安全規則第9条)、(8)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9
条の5第1項)、(9)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1
項)、(10)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反
(安全規則第10条第1項)、(11)運転者に対する指導監督の記録事項義務
違反(安全規則第10条第1項)、(12)特定運転者に対する特別な指導監督
違反（安全規則第10条第2項）、(13)特定運転者に対する適性診断受診
義務違反（安全規則第10条第2項）

6 6

貨物 2021 2 25

有限会社東長崎運送（法
人番号
3310002004519） 代
表者飯田茂

長崎県長崎市平間町
598-2

本社営業所
長崎県長崎市平
間町598-2

輸送施設の使用停止
（60日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第8
条第1項、法第11
条、法第17条第1項
第1号、法第17条第
4項

令和2年10月20日、監査実施。14件の違反が認められた。(1)(2)事業計
画(自動車車庫・休憩睡眠施設)に定めるところに従う義務違反(貨物自
動車運送事業法(以下「法」)第8条第1項)、(3)運送約款の掲示違反(法
第11条)、(4)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安
全規則(以下「安全規則」）第3条第4項)、(5)点呼の実施義務違反(安全
規則第7条)、(6)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)。(7)乗
務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(8)運行記録計による記録義
務違反(安全規則第9条)、(9)運行指示書に係る（作成、指示、携行）義
務違反(安全規則第9条の3第1項)、(10)運転者台帳の記載事項義務違反
(安全規則第9条の5第1項)、(11)運転者に対する指導監督違反(安全規則
第10条第1項)、(12)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記
録保存違反(安全規則第10条第1項)、(13)特定運転者に対する特別な指
導監督違反(安全規則第10条第2項)、(14)特定運転者に対する適性診断
受診義務違反(安全規則第10条第2項)

6 6

貨物 2021 2 25

株式会社平誠重機運輸
（法人番号
7340001019115） 代
表者山﨑誠

鹿児島県鹿児島市田上
台1-37-2

本社営業所
鹿児島県鹿児島
市田上台1-37-2

輸送施設の使用停止
（45日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第8
条第1項、法第17条
第1項第2号、法第
17条第4項、法第60
条第1項、道路運送
車両法第48条

令和2年10月21日、監査実施。14件の違反が認められた。(1)(2)事業計
画(自動車車庫・配置車両数)に定めるところに従う義務違反(貨物自動
車運送事業法（以下「法」）第8条第1項)、(3)定期点検整備の実施違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条の2、道路
運送車両法第48条)、(4)(5)点呼の実施義務違反等(安全規則第7条)、(6)
点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(7)点呼の記録保存義務違
反(安全規則第7条第5項)、(8)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8
条)、(9)運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(10)運
転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(11)運転者に
対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(12)運転者に対する指導
監督の記録又は指導監督の記録保存違反(安全規則第10条第1項)、(13)
特定運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、
(14)報告義務違反(法第60条第1項)

5 5

貨物 2021 2 25
株式会社博運社（法人番
号4290001015766) 代
表者眞鍋和弘

福岡県福岡市博多区吉
塚5-5-32

篠栗セン
ター

福岡県糟屋郡篠
栗町中央1-8-1

文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第4項

令和2年12月14日、監査実施。4件の違反が認められた。(1)運転者台帳
の記載事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規
則」)第9条の5第1項)、(2)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(3)乗
務時間等の基準の遵守違反(安全規則第3条第4項)、(4)運転者に対する
指導監督違反(安全規則第10条第1項)

0 0

タクシー 2021 2 25

アシナトランジット株式
会社(法人番号
2240001034112） 代
表者宮口泰彦

広島県府中市鵜飼町700
番地8

福山営業所
広島県福山市東
深津町3丁目1番
28号

輸送施設の使用停止
（10日車）及び文書
警告

道路運送法第27条第
3項

令和2年1月22日及び同年6月24日、重傷事故を端緒として監査を実施。
8件の違反が認められた。(1)疾病・疲労等のおそれのある乗務禁止違反
（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第21条第5項）、
(2)乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第25条第3項）、(3)乗務員台
帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条第1項）、(4)運転者に対する
指導監督義務違反（運輸規則第38条第1項）、(5)運転者に対する指導
監督の記録義務違反（運輸規則第38条第1項）、（6）運転者に対する
指導監督の記録事項義務違反（運輸規則第38条第1項）、（7）特定の
運転者に対する特別な指導義務違反（運輸規則第38条第2項）、（8）
特定の運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第38条第2項）

1 1

タクシー 2021 2 25

合同会社丸一タクシー
（法人番号
5360003005385）代表
者吉浜堅二

沖縄県宮古島市平良字
下里1307番地

本社営業所
沖縄県宮古島市
平良字下里1307
番地

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和3年1月28日、長期間監査を実施していないことを端緒に監査実
施。1件の違反が認められた。（1）点呼の実施義務違反（旅客自動車
運送事業運輸規則第24条第1項、第2項）

0 0

貸切バス 2021 2 25
有限会社青山車輌(法人
番号6270002009585）
代表者青山泰陸

鳥取県東伯郡北栄町由
良宿483番地4号

本社営業所
鳥取県東伯郡北
栄町由良宿476番
地2号

輸送施設の使用停止
（170日車）及び文書
警告

道路運送法（以下
「法」）第9条の2第
1項、法第20条及び
法第27条第3項

令和元年11月21日及び令和2年10月21日、継続監視の監査対象である
ことを端緒として監査を実施。8件の違反が認められた。(1)運賃料金事
前届出・運賃料金変更事前届出違反（法第9条の2第1項）、(2)営業区
域外旅客運送（法第20条）、(3)運送引受書の記載事項義務違反（旅客
自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第7条の2第1項）、(4)
疾病、疲労等のおそれのある乗務禁止違反（運輸規則第21条第5項）、
(5)点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条第5項）、(6)乗務等の記
録事項義務違反（運輸規則第25条第1項）、(7)乗務員台帳の作成義務
違反（運輸規則第37条第1項）、(8)運転者に対する指導監督義務違反
（運輸規則第38条第1項）

17 17

貨物 2021 2 26

有限会社半田葬儀社（法
人番号
5410002003013） 代
表者半田雅之

秋田県秋田市大町6丁目
5番11号

本社営業所
秋田県秋田市大
町6丁目5番11号

輸送施設の使用停止
（15日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第2号、法第
17条第4項

令和2年10月7日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、6件の違
反が認められた｡（1）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第3条の2及び道路運送車両法第48
条）、（2）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第2項）、（3）運転
者台帳の記載事項義務違反（安全規則第9条の5第1項）、（4）運転者
台帳の保存義務違反（安全規則第9条の5第2項）、（5）運転者に対す
る指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）、（6）運転者に対する
指導監督の記録保存違反（安全規則第10条第1項）

2 2

貨物 2021 2 26

有限会社 エヌエス商事
（法人番号
90700020009250須田
信久

群馬県前橋市東片貝町
４０４

本社
群馬県前橋市東
片貝町３９８

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

法令違反の疑いがあることを端緒として、令和3年1月29日、監査を実
施。1件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

タクシー 2021 2 26

株式会社中能登タクシー
（法人番号
8220001015711） 代
表者中村巌

石川県鹿島郡中能登町
能登部上ヲ部９５番地

本社営業所
石川県鹿島郡中
能登町能登部上
ヲ部９５番地

輸送施設の使用停止
（10日車）

道路運送法第27条第
3項

令和2年10月8日、監査実施。1件の違反が認められた。（1）特定の運
転者に対する適性診断受診義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第
38条第2項）

1 1

タクシー 2021 2 26

京和タクシー株式会社
(法人番号
6130001012579) 代表
者隠岐公史

京都府京都市山科区四
ノ宮泓8番地

山科第2営
業部

京都府京都市山
科区東野片下り
町64-1

文書警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(駐
停車違反)が、過去一年以内に3件に達した。「旅客自動車運送事業者
が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運
転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第
1項)

0 0

乗合バス 2021 2 26

函館バス株式会社（法人
番号１４４０００１００
１７３７） 代表者森健
二

北海道函館市高盛町１
０番１号

松前営業所
北海道松前郡松
前町字建石７０
番地２

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

令和３年１月２９日、公安委員会からの通報等を端緒として監査を実
施。１件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督義務違
反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１項）

0 0



乗合バス 2021 2 26

株式会社中能登タクシー
（法人番号
8220001015711） 代
表者中村巌

石川県鹿島郡中能登町
能登部上ヲ部９５番地

本社営業所
石川県鹿島郡中
能登町能登部上
ヲ部９５番地

輸送施設の使用停止
（10日車）

道路運送法第27条第
3項

令和2年10月8日、監査実施。1件の違反が認められた。（1）特定の運
転者に対する適性診断受診義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第
38条第2項）

1 1

貨物 2021 3 1
株式会社岡三物流（法人
番号8180301003528)
代表者永田忠士

愛知県岡崎市羽根町字
小豆坂153

本社営業所
愛知県岡崎市羽
根町字小豆坂153

輸送施設の使用停止
（10日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第5項

令和2年9月29日､重傷事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡3件の違反が認められた｡(1)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第7条第5項)､(2)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)､(3)運転者に対する指導監督義務
違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)

1 1

貨物 2021 3 1
牛乳輸送株式会社（法人
番号2290001047654）
代表者毛利浩

福岡県八女市鵜池477-8 福岡営業所
福岡県福岡市東
区松島3-2-5、3-
2-6

文書警告
貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）法第
17条第4項

令和2年10月28日、監査実施。3件の違反が認められた。(1)点呼の記録
事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下｢安全規則｣)第7条
第5項)、(2)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(3)
運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反(安全規則
第10条第1項)

0 0

タクシー 2021 3 1

タックン大阪株式会社
(法人番号
2120001124651) 代表
者大沼仁洪

大阪府大阪市城東区今
福東1丁目9番37号

本社
大阪府大阪市城
東区今福東1丁目
9番37号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法108条の34の規定に基づく通知件数(放置
駐車違反)が過去一年以内に3件に達した。「旅客自動車運送事業者が
事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転
者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1
項)

16 0

タクシー 2021 3 1

ユタカ中央交通株式会社
(法人番号
5120101024765) 代表
者薬師寺薰

大阪府堺市西区鳳東町6
丁626番地の1

本社
大阪府堺市西区
鳳東町6丁626番
地の1

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和3年1月18日、苦情を端緒として調査を実施。１件の違反が認めら
れた。一般準則（公平かつ懇切な取扱い）違反（旅客自動車運送事業
運輸規則第2条第2項）

0 0

貨物 2021 3 2
今西物流株式会社（法人
番号3150001009849）
代表者今西哲哉

奈良県宇陀市榛原大字
下井足１484-1

田原本
奈良県磯城郡田
原本町小阪230-3

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和3年1月13日、死亡事故を引き起こしたことを端緒に監査を実施。1
件の違反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車
の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する指
導及び監督違反【一部不適切】（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
10条第1項）

0 0

タクシー 2021 3 2
飾磨交通株式会社(法人
番号8140001059295)
代表者東千代之祐

兵庫県姫路市飾磨区清
水3丁目20番地

本社
兵庫県姫路市飾
磨区清水3丁目20
番地

輸送施設の使用停止
（90日車）

道路運送法第27条第
3項

令和2年6月22日及び同年7月20日、公安委員会からの通報を端緒として
監査を実施。9件の違反が認められた。(1)「旅客自動車運送事業運輸規
則第21条第1項の規定に基づき、事業用自動車の運転者の勤務時間及び
乗務時間に係る基準」の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下
「運輸規則」)第21条第1項)、(2)点呼の実施義務違反【未実施】(運輸
規則第24条第1項、第2項)、(3)点呼の記録義務違反【記載事項の不
備】(運輸規則第24条第5項)、(4)点呼の記録義務違反【記録の改ざん･
不実記載】(運輸規則第24条第5項)、(5)事故の記録義務違反【記録事項
の不備】(運輸規則第26条の2)、(6)乗務員台帳の作成、備付け義務違反
【作成】(運輸規則第37条第1項)、(7)乗務員台帳の作成、備付け義務違
反【記載事項の不備】(運輸規則第37条第1項)、(8)「旅客自動車運送事
業者が事業用自動車の運転車に対して行う指導及び監督の指針」によ
る運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(9)整備管
理者選任(変更)の未提出、虚偽届出【未届出】(道路運送車両法第52条)

9 9

貸切バス 2021 3 2
株式会社きらめき（法人
番号5220001014815）
代表者城戸昭生

石川県金沢市本町2丁目
4番1号

本社営業所
石川県小松市津
波倉町ハ38番地

文書警告
道路運送法（以下
「法」）法第27条第
3項

令和2年12月3日、監査実施。1件の違反が認められた。（1）定期点検
整備等の未実施（道路運送車両法第48条）

57 57

貨物 2021 3 3

株式会社遊佐運輸倉庫
（法人番号
1390001006980） 代
表者土門保雄

山形県飽海郡遊佐町藤
崎字茂り松2番地の1167

本社営業所
山形県飽海郡遊
佐町藤崎字茂り
松2番地の1167

輸送施設の使用停止
（30日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第4項

令和2年9月9日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実施した結
果、4件の違反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第3条第4項）、（2）
点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項、第2項、第3項）、（3）運
行指示書の記載事項義務違反（安全規則第9条の3第1項）、（4）運転
者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）

5 3

タクシー 2021 3 3
平和交通株式会社（法人
番号7370001012208）
代表者中川昌信

宮城県仙台市青葉区国
見5丁目4番22号

国見営業所
宮城県仙台市青
葉区国見5丁目4
番22号

輸送施設の使用停止
（10日車）

道路運送法第27条第
3項

令和2年12月11日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実施した
結果、1件の違反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

1 1

貨物 2021 3 4

株式会社北日本流通セン
ター（法人番号
5420001010406） 代
表者鈴木貴彦

青森県黒石市大字境松
字村井151番地1

本店営業所
青森県黒石市大
字境松字村井
151-1、154

文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第4項

令和2年9月17日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、4件の違
反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第3条第4項）、（2）運行指示書
の記載事項義務違反（安全規則第9条の3第1項）、（3）運転者台帳の
記載事項義務違反（安全規則第9条の5第1項）、（4）運転者に対する
指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2021 3 4

山城合同自動車株式会社
（法人番号
7130001036957） 代
表者松村雅則

京都府木津川市木津南
垣外46-2

本社
京都府木津川市
木津南垣外46-2

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第17
条第3項

令和2年12月16日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。1件の
違反が認められた。（1）過積載運送の引受け、指示等【過積載による
運送の引受け】（法第17条第3項）

3 3

貨物 2021 3 4
有限会社光山商店（法人
番号3130002020534）
代表者光山正浩

京都府京都市西京区桂
清水町39-1

本社
京都府京都市西
京区桂清水町39-
1

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第17
条第3項

令和3年1月6日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。1件の違
反が認められた。（1）過積載運送の引受け、指示等【過積載による運
送の引受け】（法第17条第3項）

1 1

貨物 2021 3 4
株式会社上村商事（法人
番号7120901010450）
代表者上村道春

大阪府高槻市柱本6丁目
41番1号

八町
大阪府摂津市鳥
飼八町1丁目10番
25号

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第17
条第3項

令和2年12月22日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。1件の
違反が認められた。（1）過積載運送の引受け、指示等【過積載による
運送の引受け】（法第17条第3項）

3 3

貨物 2021 3 4
宮崎忠（宮崎運輸) 代
表者宮崎忠

愛媛県南宇和郡愛南町
中川538-1

本店営業所
愛媛県南宇和郡
愛南町中川538-1

輸送施設の使用停止
（60日車）文書警告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項、第
4項、第60条第1項

令和2年2月27日、労働局からの通報を端緒として監査を実施したとこ
ろ、10件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が不
適切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度を超え、また所
定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4
項）、(2)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、運転者が一
の運行における最初の勤務を開始してから最後の勤務を終了するまで
の時間が144時間を超えていた者がいたこと（安全規則第3条第4項）、
(3)運転者の健康状態の把握が確実になされていなかったこと（安全規
則第3条第6項）、(4)運転者に対する点呼が確実になされていなかった
こと（安全規則第7条第1項、第2項、第3項）、(5)運転者に対する点呼
の実施結果の記録が確実になされていなかったこと（安全規則第7条第
5項）、(6)運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であった
こと（安全規則第7条第5項）、(7)運転者台帳の作成が確実になされて
いなかったこと（安全規則第9条の5第1項）、(8)運転者台帳について
定められた事項の記録が不適切であったこと（安全規則第9条の5第1
項）、(9)新たに雇い入れした運転者に対して法令で定められた適性診
断を受診させていなかったこと（安全規則第10条第2項）、(10)事業報
告書及び事業実績報告書の提出をしていなかったこと（貨物自動車運
送事業法第60条第1項）

6 6



タクシー 2021 3 4

株式会社文化タクシー
（法人番号
4400001005433） 代
表者立花徳久

岩手県花巻市双葉町6番
2号

石鳥谷営業
所

岩手県花巻市石
鳥谷町好地8地割
15番地1号

輸送施設の使用停止
（20日車）

道路運送法第21条
令和2年12月23日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、1件の
違反が認められた｡（1）許可を受けずに乗合旅客運送を行っていた
（道路運送法第21条）

2 2

タクシー 2021 3 4

有限会社大迫観光タク
シー（法人番号
1400002008768） 代
表者立花徳久

岩手県花巻市大迫町大
迫第12地割13番地の6

本社営業所
岩手県花巻市大
迫町大迫第12地
割13番地の6

輸送施設の使用停止
（20日車）

道路運送法第21条
令和2年12月24日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、1件の
違反が認められた｡（1）許可を受けずに乗合旅客運送を行っていた
（道路運送法第21条）

2 2

タクシー 2021 3 4

有限会社宮野目タク
シー･宮野目観光バス
（法人番号
8400002008506） 代
表者伊藤浩市

岩手県花巻市東宮野目
第10地割231番地

本社営業所
岩手県花巻市東
宮野目10地割230
番地、231番地

輸送施設の使用停止
（20日車）

道路運送法第21条
令和2年12月24日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、1件の
違反が認められた｡（1）許可を受けずに乗合旅客運送を行っていた
（道路運送法第21条）

2 2

タクシー 2021 3 4

昭和タクシー合資会社
（法人番号
3330003000408） 代
表者角谷安宣

熊本県熊本市野田2-5-6 日吉営業所
熊本県熊本市南
区近見1-4-11

輸送施設の使用停止
（50日車）、文書警
告

道路運送法第27条第
3項

令和2年9月16日、監査実施。7件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規
則」）第21条第1項）、(2)疾病、疲労等のおそれのある乗務（運輸規
則第21条第5項）、(3)点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条第5
項）、(4)乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第25条）、(5)乗務員台
帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条第1項）、(6)特定運転者に対
する特別な指導監督違反（運輸規則第38条第2項）、(7)特定運転者に
対する適性診断受診義務違反（運輸規則第38条第2項）

5 5

貸切バス 2021 3 4
海王交通株式会社（法人
番号8230001012393）
代表者福田剛平

富山県射水市本町3丁目
16－3

新湊西営業
所

富山県射水市本
町3丁目16番地3
号

文書警告
道路運送法（以下
「法」）法第27条第
3項

令和2年11月17日、監査実施。3件の違反が認められた。（1）乗務時間
等告示の遵守違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規
則」）第21条第1項）（2）点呼の記録記載不備（運輸規則第24条第5
項）（3）運行管理補助者の選任解任届出違反（運輸規則第68条）

6 6

タクシー 2021 3 5

相互タクシー株式会社
（法人番号
8470001002379) 代表
者岩崎康誠

香川県高松市上福岡町
718-9

本社営業所
香川県高松市上
福岡町718-9

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和3年2月12日、公安委員会からの通報を端緒として監査を実施した
ところ、1件の違反が確認された。(1)事業用自動車の運行の安全を確保
するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと（旅
客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

タクシー 2021 3 5

株式会社トキワタクシー
（法人番号
4470001006004) 代表
者佐々木勝美

香川県高松市紙町596-2 本社営業所
香川県高松市紙
町596-2

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和3年2月15日、公安委員会からの通報を端緒として監査を実施した
ところ、1件の違反が確認された。(1)事業用自動車の運行の安全を確保
するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと（旅
客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

タクシー 2021 3 5

有限会社日の出タクシー
（法人番号
6470002005663) 代表
者佐々木とみ子

香川県高松市亀井町12-
4

本社営業所
香川県高松市亀
井町12-4

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和3年2月16日、公安委員会からの通報を端緒として監査を実施した
ところ、1件の違反が確認された。(1)事業用自動車の運行の安全を確保
するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと（旅
客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

タクシー 2021 3 5

大川タクシー株式会社
（法人番号
7470001011034) 代表
者佐藤佳文

香川県さぬき市大川町
富田西3024

駅前営業所
香川県高松市西
の丸町2-21

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和3年2月17日、公安委員会からの通報を端緒として監査を実施した
ところ、1件の違反が確認された。(1)事業用自動車の運行の安全を確保
するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと（旅
客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

タクシー 2021 3 5

日新タクシー株式会社
（法人番号
9470001003285) 代表
者古竹美佐子

香川県高松市香西本町
36-1

本社営業所
香川県高松市香
西本町36-1

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和3年2月24日、公安委員会からの通報を端緒として監査を実施した
ところ、1件の違反が確認された。(1)事業用自動車の運行の安全を確保
するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと（旅
客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

タクシー 2021 3 5

有限会社金星タクシー
（法人番号
4470002002373) 代表
者川﨑武文

香川県高松市松福町1丁
目3-10

本社営業所
香川県高松市松
福町1丁目3-10

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和3年2月25日、公安委員会からの通報を端緒として監査を実施した
ところ、1件の違反が確認された。(1)事業用自動車の運行の安全を確保
するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと（旅
客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

タクシー 2021 3 5
東讃交通株式会社（法人
番号3470001002929)
代表者川畑憲太郎

香川県高松市通町6-2 通町営業所
香川県高松市通
町6-2

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和3年3月4日、公安委員会からの通報を端緒として監査を実施したと
ころ、1件の違反が確認された。(1)事業用自動車の運行の安全を確保す
るために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと（旅客
自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

2 0

タクシー 2021 3 5
東讃交通株式会社（法人
番号3470001002929)
代表者川畑憲太郎

香川県高松市通町6-2
朝日町営業
所

香川県高松市朝
日町5丁目557-6

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和3年3月4日、公安委員会からの通報を端緒として監査を実施したと
ころ、1件の違反が確認された。(1)事業用自動車の運行の安全を確保す
るために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと（旅客
自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

2 0

貨物 2021 3 8

エイトウイング株式会社
（法人番号
6420001009736） 代
表者田澤大介

青森県弘前市大字田園4
丁目1番地1

本社営業所
青森県弘前市大
字田園4丁目1番
地1

文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第4項

令和3年1月13日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、2件の違
反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第3条第4項）、（2）運転者に対
する指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2021 3 8

アジテーターサービス有
限会社（法人番号
8210002000151） 代
表者杉本元

福井県福井市江上町48
－1－1

白山営業所
石川県白山市松
本町1280－4

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第4項及び第18
条第2項

令和2年7月7日、監査実施。5件の違反が認められた。（1）点呼の実施
不適切（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第7条
第1項、第2項）（2）運行記録計による記録義務違反（安全規則第9条
第1項）（3）運転者に対する指導監督違反（安全規則第10条第1項）
（4）運転者に対する指導監督の記録義務違反（安全規則第10条第1
項）（5）運行管理者に対する指導監督違反（安全規則第22条）

2 2

貨物 2021 3 8
株式会社岐阜ﾛｼﾞｯｸ(法人
番号1200001011925) 代
表者廣瀨勝彦

岐阜県羽島市舟橋町出
須賀二丁目72番地

本社営業所
岐阜県羽島市舟
橋町出須賀二丁
目72番

輸送施設の使用停止
（10日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和2年6月24日及び令和2年9月2日､監査方針に基づき､監査を実施｡3
件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)点呼の記録記載事項不備(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(3)乗務等の記録記載事項不備
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)

1 1

乗合バス 2021 3 8

国東観光バス株式会社
（法人番号
2320001001013） 代
表者安部喜代治

大分県大分市大字勢家
字芦崎1103-3

杵築営業所
大分県杵築市大
字杵築665-2-4-4

輸送施設の使用停止
（10日車）

道路運送法第16条第
1項

令和2年12月25日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)運行計画
(運行系統)に定める業務の確保違反（道路運送法第16条第1項）

1 1

貨物 2021 3 9

株式会社ジャスト・カー
ゴ（法人番号
3430001032946） 代
表者清野敏彦

北海道石狩市新港中央2
丁目757－13

長野営業所
長野県長野市大
字村山538番地1

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項及び同条
第4項

令和2年10月21日、監査実施。6件の違反が認められた。（1）乗務時間
等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）（2）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第2項）
（3）点呼の記録記載不備（安全規則第7条第5項）（4）運行記録計に
よる記録義務違反（安全規則第9条第1項）（5）運転者台帳の記載不備
（安全規則第9条の5第1項）（6）特定の運転者に対する適性診断受診
義務違反（安全規則第10条第2項）

1 1

貨物 2021 3 9
名阪急配株式会社（法人
番号2180001075088)
代表者村井聖

愛知県春日井市東山町
字東山2345番地の1946

名古屋セン
ター

愛知県清須市西
市場五丁目5-2

輸送施設の使用停止
（20日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和2年10月1日､重傷事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡2件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)運転者に対する指導監督義
務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)

2 2



貨物 2021 3 9
株式会社誠隆（法人番号
6180001125442) 代表
者越智誠

愛知県名古屋市中川区
荒子二丁目14-2アク
ティブ奥村B号

本社営業所
愛知県名古屋市
中川区荒子二丁
目14-2

輸送施設の使用停止
（10日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第1項及び第2項並び
に第3項

令和2年9月15日､公安委員会からの通知を端緒として､監査を実施｡8件
の違反が認められた｡(1)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)､(2)点呼の記録義務違反(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(3)点呼の記録記載事項不
備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(4)運行記録計による
記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(5)運行指示書
の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)､(6)
運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
10条第1項)､(7)運転者に対する指導監督記録保存義務違反(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(8)特定の運転者に対する運転適性
診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)

1 1

貨物 2021 3 9
掛合運送有限会社(法人
番号7280002011812）
代表者松下隆一郎

島根県雲南市掛合町掛
合917

出雲営業所
島根県出雲市江
田町10

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号及び同条第4項

令和3年2月12日、死亡事故を端緒として監査を実施。5件の違反が認め
られた。(1)乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、(2)点呼の実施義務違反（安
全規則第7条第1項及び第2項）、(3)点呼の記録事項義務違反（安全規
則第7条第5項）、(4)運転者台帳の記載事項義務違反（安全規則第9条
の5第1項）、(5)運転者に対する指導監督の記録義務違反（安全規則第
10条第1項）

0 0

タクシー 2021 3 9
華王株式会社（法人番号
1011101068701） 代
表者蘇祥

東京都江戸川区東小松
川四丁目44番9号

本社営業所

東京都江戸川区
東小松川4-44-9
船堀ﾌﾟﾗﾚｰﾙﾋﾞﾙ7
階

輸送施設の使用停止
（165日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第２４条第
５項

令和元年9月11日、令和元年9月17日、令和元年10月8日及び令和元年
11月7日、新規許可を受けたことを端緒として監査を実施。11件の違反
が認められた。(1)健康状態の把握義務違反(旅客自動車運送事業運輸規
則(以下､運輸規則)第21条第5項)､(2)点呼の実施等義務違反(運輸規則第
24条)､(3)点呼の記録の改ざん(運輸規則第24条第5項)､(4)乗務記録の記
録事項の不備(運輸規則第25条第3項)､(5)新任運転者に対する指導監督
義務違反(運輸規則第36条第2項)､(6)運転者に対する指導監督義務違反
(運輸規則第38条第1項)､(7)初任運転者に対する告示で定める特別な指
導義務違反(運輸規則第38条第2項)､(8)初任運転者に対する適性診断受
診義務違反(運輸規則第38条第2項)､(9)定期点検整備等の未実施(道路運
送車両法(以下､車両法)第48条)､(10)点検整備記録簿等の保存義務違反
(車両法第49条)､(11)報告義務違反(道路運送法第94条第1項)

17 17

貸切バス 2021 3 9
秋元観光有限会社（法人
番号8050002044330）
代表者 秋元貞晴

茨城県結城市小森322 本社営業所
茨城県結城市小
森322

輸送施設の使用停止
（429日車）

道路運送法第9条の2
第1項

令和元年12月19日、令和2年1月16日及び令和2年1月22日、監査を実
施。15件の違反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送
法(以下｢運送法｣)第9条の2第1項)､(2)運送引受書の交付義務違反(旅客
自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第7条の2第1項)､(3)点呼の実
施義務違反(運輸規則第24条第1項､第2項)､(4)乗務等の記録の記録事項
不備(運輸規則第25条第2項)､(5)運行記録計による記録義務違反(運輸規
則第26条第1項)､(6)運行指示書の作成義務違反(運輸規則第28条の2第1
項)､(7)日雇い運転者等の選任禁止違反(運輸規則第36条第1項)､(8)乗務
員台帳の作成､備付け義務違反(運輸規則第37条第1項)､(9)運転者に対す
る指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)､(10)初任運転者に対する
特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､(11)初任運転者に対する適
性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)､(12)日常点検の未実施(道
路運送車両法第47条の2)､(13)定期点検整備等の未実施(運輸規則第45
条)､(14)輸送の安全にかかわる情報の公表義務違反(運送法第29条の3)､
(15)輸送の安全にかかわる公表情報の報告義務違反(運輸規則第47条の
7第1項)

43 43

貨物 2021 3 10

有限会社山口水産輸送
(法人番号
6250002017185） 代
表者三野和人

山口県光市室積六丁目
1-19

本社営業所
山口県光市室積
新開二丁目12番5
号

輸送施設の使用停止
（110日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項及び
同条第4項

令和元年11月15日及び令和2年5月25日、情報提供を端緒として監査を
実施。10件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、(2)
乗務時間等告示なお書き遵守違反（安全規則第3条第4項）、(3)疾病・
疲労等のおそれのある乗務禁止違反（安全規則第3条第6項）、(4)点呼
の記録事項義務違反（安全規則第7条第5項）、(5)乗務等の記録事項義
務違反（安全規則第8条第1項）、(6)運行指示書の作成義務違反（安全
規則第9条の3第1項）、(7)運転者台帳の作成義務違反（安全規則第9条
の5第1項）、(8)運転者台帳の記載事項義務違反（安全規則第9条の5第
1項）、(9)運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1
項）、(10)運行管理者の講習受講義務違反（安全規則第23条第1項）

11 11

貨物 2021 3 10
株式会社三石運輸(法人
番号2360001023482)代
表者平良勝哉

沖縄県宮古島市平良字
西里864番地1

本社営業所
沖縄県宮古島市
平良字西里864番
地1

輸送施設の使用停止
（20日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第2
号

令和3年1月29日、適性化実施機関が行った巡回指導の評価結果を勘案
し、監査実施。3件の違反が認められた。(1)日常点検の未実施（貨物自
動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条の2）、(2)点呼の
実施違反(安全規則第7条第1項～第3項)、(3)運転者に対する指導及び監
督違反（安全規則第10条第1項）

2 2

タクシー 2021 3 10

株式会社グリーンキャブ
（法人番号
2011101023399） 代
表者髙野公秀

東京都新宿区戸山3丁目
15番1号

仙台営業所
宮城県仙台市太
白区東中田1丁目
46-1

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和3年3月10日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実施した
結果、1件の違反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

タクシー 2021 3 10

有限会社光泉タクシー
（法人番号
9370002000713） 代
表者高橋千江子

宮城県仙台市泉区将監4
丁目5番1号

泉パーク営
業所

宮城県仙台市泉
区寺岡2丁目20番
地3号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和3年3月10日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実施した
結果、1件の違反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

乗合バス 2021 3 10

岩手県北自動車株式会社
（法人番号
2400001005014） 代
表者松本順

岩手県盛岡市厨川1丁目
17番18号

五戸営業所
青森県三戸郡五
戸町字下ﾓ沢向13
番地167号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和3年1月21日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、1件の違
反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反（旅客自動車
運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

貸切バス 2021 3 10

有限会社ルート１９１観
光（法人番号
5250002011627） 代
表者石光教子

山口県下関市豊浦町豊
洋台一丁目977-3

本社
山口県下関市豊
浦町豊洋台一丁
目977-3

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年11月18日及び令和3年2月19日、継続監視の監査対象であるこ
とを端緒として監査を実施。3件の違反が認められた。(1)運送引受書の
記載事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規
則」）第7条の2第1項）、(2)点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24
条第5項）、(3)運行指示書の記載事項義務違反（運輸規則第28条の2第
1項）

0 0



貨物 2021 3 11
金成運輸株式会社（法人
番号9370201003129）
代表者田?訓章

宮城県栗原市築館字下
宮野大仏91番地

本社営業所
宮城県栗原市築
館字下宮野大仏
91番地

事業の全部停止（30
日間）、輸送施設の
使用停止（180日車）
及び文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第8
条第1項、法第17条
第1項第1号、法第
17条第1項第2号、
法第17条第4項、法
第24条の4

令和2年8月20日及び11月4日、監査方針を端緒として監査を実施した結
果、14件の違反が認められた｡（1）自動車車庫の位置及び収容能力違
反[営業所との距離]（貨物自動車運送事業法施行規則（以下｢施行規
則｣）第2条第1項第4号）、（2）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第3条第4項）、（3）整
備管理者の選任違反（安全規則第3条の2及び道路運送車両法第50条第1
項）、（4）整備管理者の選任（解任）未届出違反（安全規則第3条の2
及び道路運送車両法第52条）、（5）点呼の実施義務違反（安全規則第
7条第1項、第2項、第3項）、（6）アルコール検知器常時有効保持義務
違反（安全規則第7条第4項）、（7）点呼の記録義務違反（安全規則第
7条第5項）、（8）乗務等の記録保存義務違反（安全規則第8条）、
（9）運行記録計による記録の保存義務違反（安全規則第9条）、
（10）運行指示書の保存義務違反（安全規則第9条の3第4項）、（11）
運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）、（12）高
齢運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第2項）、（13）
初任運転者及び高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則
第10条第2項）、（14）社会保険等加入義務違反（施行規則第14条第2
号）

48 48

貨物 2021 3 11

株式会社南日本警備保障
(法人番号
1360001007412)代表者
島袋哲安

沖縄県沖縄市大里1-19-
39

本社営業所
沖縄県沖縄市大
里1-19-39

輸送施設の使用停止
（60日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和2年12月22日、適性化実施機関が行った巡回指導の評価結果を勘案
し、監査実施。4件の違反が認められた。(1)定期点検整備等の未実施
（貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条の2）、
(2)点呼の実施違反(安全規則第7条第1項～第3項)、(3)点呼記録の記載
事項等の不備(安全規則第7条第5項)、(4)点呼記録の不実記載(安全規則
第7条第5項)

6 6

タクシー 2021 3 12

滑川タクシー株式会社
（法人番号
7230001007849） 代
表者尾島勇

富山県滑川市常磐町331
番地

本社営業所
富山県滑川市常
磐町331番地

輸送施設の使用停止
（100日車）

道路運送法第27条第
3項

令和2年9月2日、監査実施。6件の違反が認められた。（1）平成17年国
土交通省告示第503号による損害賠償責任保険（共済）締結義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第19条の2）
（2）アルコール検知器備え義務違反（運輸規則第24条第4項）（3）点
呼の記録義務違反（運輸規則第24条第5項）（4）乗務等の記録記載不
備（運輸規則第25条第3項）（5）乗務員台帳の記載不備（運輸規則第
37条第1項）（6）特定の運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸
規則第38条第2項）

10 10

タクシー 2021 3 12
勢の國交通株式会社（法
人番号1190001016414)
代表者小川啓

三重県四日市市浜田町1
番4号

本社営業所
三重県四日市市
浜田町10番

輸送施設の使用停止
（10日車）及び文書
警告

旅客自動車運送事業
運輸規則第24条第1
項及び第2項

令和2年11月5日、監査方針に基づき、監査を実施。4件の違反が認めら
れた。(1)点呼の実施不適切(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第1項
及び第2項)､(2)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1項)､(3)運転者に対する指導監督記録義務違反(旅客
自動車運送事業運輸規則第38条第1項)､(4)運行管理者に対する指導監督
義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第48条の3)

1 1

貨物 2021 3 15
ヘラクス株式会社（法人
番号9190001001540)
代表者小林正

東京都千代田区麹町4丁
目7-5

本社営業所
三重県津市河芸
町東千里字中ﾉ川
1064番地8

輸送施設の使用停止
（110日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第1項及び第2項

令和2年8月31日､関係機関からの情報を端緒として､監査を実施｡7件の
違反が認められた｡(1)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の記録不実記載(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第7条第5項)､(3)運行記録計による記録義務違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(4)運転者台帳の記載事項等不備
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(5)損害賠償の支払
能力義務違反(貨物自動車運送事業法第24条の4)､(6)事業報告書及び事
業実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項)､(7)運賃料金
変更未届出(貨物自動車運送事業法第60条第1項)

11 11

乗合バス 2021 3 15
京阪バス株式会社（法人
番号5130001010526）
代表者鈴木一也

京都府京都市南区東九
条南石田町5番地

枚方
大阪府枚方市出
屋敷西町１丁目
８番地１号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年12月21日及び令和3年2月１6日、法令違反の疑いを端緒として
監査を実施。3件の違反が認められた。(1)疾病、疲労等のおそれのある
乗務（旅客自動車運送事業運輸規則（以下、「運輸規則」）第21条第5
項）(2)点呼の記録義務違反【記載事項の不備】（運輸規則第24条第5
項）、(3)「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に行う指導
及び監督の指針」による運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第
38条第1項)

3 0

貨物 2021 3 16

ヤマト運輸株式会社（法
人番号１０１０００１０
９２６０５） 代表者栗
栖利蔵

東京都中央区銀座２丁
目１６番１０号

北海道森支
店営業所

北海道茅部郡森
町森川町２９１
－８６

文書警告
貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

令和３年２月２５日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を
端緒として監査を実施。１件の違反が認められた。（１）運転者に対
する指導監督義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第
１項）

0 0

貨物 2021 3 16

株式会社全酪日配物流
（法人番号
1380001013193） 代
表者国井由江

福島県いわき市常磐西
郷町銭田104番23

本社営業所

福島県いわき市
常磐西郷町銭田
104番22、23、
24

輸送施設の使用停止
（200日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第4項、法第24
条の4

令和2年8月24日及び9月14日、死亡事故を引き起こしたことを端緒とし
て監査を実施した結果、12件の違反が認められた｡（1）必要な員数の
運転者の確保義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下｢安全
規則｣）第3条第1項、第2項）、（2）乗務時間等の基準の遵守違反（安
全規則第3条第4項）、（3）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1
項、第2項）、（4）点呼の記録事項義務違反（安全規則第7条第5
項）、（5）点呼の記録[不実記載]義務違反（安全規則第7条第5項）、
（6）乗務等の記録事項義務違反（安全規則第8条）、（7）乗務等の記
録[不実記載]義務違反（安全規則第8条）、（8）運行記録計による記録
[不実記録]義務違反（安全規則第9条）、（9）事故の記録事項義務違反
（安全規則第9条の2）、（10）運行指示書の記載事項義務違反（安全
規則第9条の3第1項）、（11）運転者に対する指導監督義務違反（安全
規則第10条第1項）、（12）社会保険等加入義務違反（貨物自動車運送
事業法施行規則第14条第2号）

20 20

貨物 2021 3 16
株式会社福井急行（法人
番号9210001011925)
代表者柳本茂

福井県越前市粟田部町
第79号1番地7

本社営業所
福井県越前市粟
田部町79字横枕1
番7

輸送施設の使用停止
（20日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の4

令和2年9月11日､関係機関からの情報を端緒として､監査を実施｡3件の
違反が認められた｡(1)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第3条の4)､(2)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第8条)､(3)運行記録計による記録義務違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第9条)

2 2

貨物 2021 3 16
大東運送株式会社（法人
番号3310001012547）
代表者大西浩一

長崎県長崎市三原2-25-
21

本社営業所
長崎県長崎市畝
刈町766-7

輸送施設の使用停止
（25日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第11
条、法第17条第1項
第2号、法第17条第
4項、法第60条第1
項、道路運送車両法
第48条

令和2年11月19日、監査実施、9件の違反が認められた。(1)運送約款の
掲示違反(貨物自動車運送事業法（以下｢法｣）第11条)、(2)定期点検整
備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下｢安全規則｣)第3条
の2、道路運送車両法第48条)、(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7
条)、(4)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(5)点呼の記録事
項義務違反(安全規則第7条第5項)、(6)乗務等の記録事項義務違反(安全
規則第8条)、(7)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1
項)、(8)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(9)報告
義務違反(法第60条第1項)

3 3



貸切バス 2021 3 16

さつき観光株式会社（法
人番号
9310001015833） 代
表者白石伊早子

長崎県平戸市田平町免
675-4

本社営業所
長崎県平戸市田
平町免675-4

輸送施設の使用停止
（235日車）、文書警
告

道路運送法（以下｢
法｣）第9条の2第1
項、法第16条第1
項、法第27条第3
項、道路運送車両法
第48条

令和2年10月29日、監査実施。11件の違反が認められた。(1)運賃料金
事前届出、運賃料金変更事前届出違反（道路運送法（以下｢法｣）第9条
の2第1項）、(2)事業計画(配置車両数)に定める業務の確保違反（法第
16条第1項）、(3)運送引受書の交付義務違反（旅客自動車運送事業運
輸規則（以下「運輸規則」）第7条の2第1項）、(4)運送引受書の記載
事項不備違反（運輸規則第7条の2第1項）、(5)疾病、疲労等のおそれ
のある乗務（運輸規則第21条第5項）、(6)点呼の記録義務違反（運輸
規則第24条第5項）、(7)点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条第5
項）、(8)運行指示書の記載事項義務違反（運輸規則第28条の2第1
項）、(9)乗務員台帳の作成義務違反（運輸規則第37条第1項）、(10)乗
務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条第1項）、(11)定期点検
整備の実施違反（運輸規則第45条、道路運送車両法第48条）

24 24

貨物 2021 3 17
株式会社丸幸（法人番号
4390001006045） 代
表者阿部俊夫

山形県酒田市両羽町5番
地の5

本社営業所
山形県酒田市両
羽町5番地の5

輸送施設の使用停止
（50日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和2年12月22日及び令和3年1月14日、監査方針を端緒として監査を
実施した結果、3件の違反が認められた｡（1）運転者台帳の記載事項義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第9条の
5第1項）、（2）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第
1項）、（3）運転者に対する指導監督の記録違反（安全規則第10条第1
項）

5 5

貨物 2021 3 17
九絆運輸株式会社（法人
番号9290001080938）
代表者甲斐悟

福岡県古賀市谷山844-1 本社営業所
福岡県古賀市谷
山844-1

輸送施設の使用停止
（80日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第1項第2号、
法第17条第4項、道
路運送車両法第58条
第1項

令和2年12月2日、監査実施。7件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下｢安全規則｣)
第3条第4項)､(2)無車検運行違反(安全規則第3条の2､道路運送車両法58
条第1項)､(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)､(4)点呼の記録義務
違反(安全規則第7条第5項)､(5)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8
条)､(6)運行指示書に係る（作成、指示、携行）義務違反(安全規則第9
条の3第1項)､(7)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1
項)

8 8

貨物 2021 3 17
株式会社サンレー(法人
番号7360001014378)代
表者佐久間康弘

沖縄県那覇市壺川三丁
目1-7

中央紫雲閣
沖縄県浦添市前
田2丁目1871-1

輸送施設の使用停止
（20日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

令和2年11月30日、適性化実施機関が行った巡回指導の評価結果を勘案
し監査実施。4件の違反が認められた。(1)自動車車庫の位置及び収容能
力違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)、(2)乗務員の
休憩・睡眠施設の位置及び収容能力違反(貨物自動車運送事業法施行規
則第2条第1項第5号)、(3)点呼の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則(以下「安全規則」)第7条第1項～第3項)、(4)初任運転者に対する
運転適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)

2 2

タクシー 2021 3 17

双葉タクシー有限会社
（法人番号
1330002009195）代表
者石崎公士

熊本県熊本市小峯4-4-
60

本社営業所
熊本県熊本市小
峯4-4-60

輸送施設の使用停止
（60日車）、文書警
告

道路運送法第27条第
3項

令和2年9月10日、監査実施。9件の違反が認められた。(1)苦情処理の
記録の記載事項不備違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸
規則」）第3条第2項）､(2)乗務時間等の基準の遵守違反（運輸規則第
21条第1項）､(3)点呼の実施義務違反（運輸規則第24条）､(4)点呼の記
録事項義務違反（運輸規則第24条第5項）､(5)乗務等の記録事項義務違
反（運輸規則第25条）､(6)乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則
第37条第1項）、(7)特定運転者に対する特別な指導監督違反（運輸規
則第38条第2項）､(8)特定運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸
規則第38条第2項）､(9)運行管理者の補助者の要件違反（運輸規則第47
条の9第3項）

6 6

乗合バス 2021 3 17

長崎自動車株式会社（法
人番号
2310001001369） 代
表者嶋崎真英

長崎県長崎市新地町3-
17

時津営業所
長崎県西彼杵郡
時津町日並郷字
岩山1085-110

輸送施設の使用停止
（20日車）、文書警
告

道路運送法第27条第
3項

令和2年11月26日、監査実施。2件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規
則」）第21条第1項）、(2)乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則
第37条第1項）

2 2

貨物 2021 3 18

有限会社北成興業（法人
番号２４３０００２０６
３４４６） 代表者野阪
貞義

北海道伊達市長和町３
７０－１

本社営業所
北海道伊達市長
和町３７０－１

文書警告
貨物自動車運送事業
法第１７条第１項第
１号

令和３年３月３日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を端
緒として監査を実施。１件の違反が認められた。（１）乗務時間等の
基準の遵守義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第４
項）

0 0

貨物 2021 3 18
有限会社北酪（法人番号
3110002034065） 代
表者高橋守

新潟県魚沼市田戸252番
地2

本社営業所
新潟県魚沼市田
戸252番地2

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和2年9月11日、監査実施。1件の違反が認められた。（1）運転者に
対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2021 3 18
有限会社細畑重機（法人
番号3200002008233)
代表者細畑直樹

岐阜県各務原市須衛町2
丁目111-7

本社営業所
岐阜県各務原市
須衛町2丁目111-
7

輸送施設の使用停止
（20日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和2年7月1日､監査方針に基づき､監査を実施｡7件の違反が認められ
た｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第4項)､(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条第1項及び第2項並びに第3項)､(3)点呼の記録義務違反(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(4)点呼の記録記載事項不備(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)事故の記録記載事項不備
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の2)､(6)運転者に対する指導監
督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(7)運行管
理者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22
条)

2 2

貨物 2021 3 18
有限会社相馬商事（法人
番号3080002013031)
代表者相馬征道

静岡県静岡市清水区蒲
原5061-2

本社営業所
静岡県静岡市清
水区蒲原字留出
東5061-2

輸送施設の使用停止
（10日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和2年7月30日､監査方針に基づき､監査を実施｡3件の違反が認められ
た｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第4項)､(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条第1項及び第2項)､(3)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第8条)

1 1

貨物 2021 3 18
株式会社セイカ運輸（法
人番号8180301032147)
代表者海野安次

愛知県碧南市城山町二
丁目13番地3

安城営業所

愛知県安城市横
山町下毛賀知127
番地4ﾛｲﾔﾙｵﾉ1-3
号室

輸送施設の使用停止
（20日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和2年9月4日､公安委員会からの通知を端緒として､監査を実施｡5件の
違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第7条第5項)､(3)運行記録計による記録義務違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(4)特定の運転者に対する運転適性
診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(5)運行管
理者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22
条)

2 2

貨物 2021 3 18
株式会社富田建運(法人
番号2260001022602）
代表者富田公介

岡山県玉野市長尾1588-
54

本社営業所
岡山県玉野市長
尾1588-54

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和3年2月24日、情報提供を端緒として監査を実施。5件の違反が認め
られた。(1)点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
（以下「安全規則」）第7条第1項及び第2項）、(2)点呼の記録事項義
務違反（安全規則第7条第5項）、(3)乗務等の記録事項義務違反（安全
規則第8条第1項）、(4)運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第
10条第1項）、(5)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反（安全
規則第10条第1項）

0 0

貨物 2021 3 18
株式会社三愛工業(法人
番号6260001027242）
代表者末本光一

岡山県総社市北溝手
408ｰ47

倉敷営業所
岡山県倉敷市中
島477ｰ8

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和3年2月3日、無免許運転を端緒として監査を実施。4件の違反が認
められた。(1)点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
（以下「安全規則」）第7条第1項及び第2項）、(2)点呼の記録事項義
務違反（安全規則第7条第5項）、(3)乗務等の記録事項義務違反（安全
規則第8条第1項）、(4)運転者台帳の記載事項義務違反（安全規則第9
条の5第1項）

0 0

貸切バス 2021 3 18

有限会社こばとハイヤー
（法人番号３４６０１０
２００１１４５） 代表
者小林善之

北海道河西郡芽室町東
１条５丁目１４番地

北芽室営業
所

北海道河西郡芽
室町北芽室北３
線４１－７、北
芽室北４線４２
－１１

文書警告

道路運送法（以下
「法」）第２２条の
２第１項、同法第２
７条第３項

令和３年３月５日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を端
緒として監査を実施。３件の違反が認められた。（１）安全管理規程
届出義務違反（道路運送法第２２条の２第１項）、（２）点呼の記録
事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第
２４条第５項）、（３）運転者に対する指導監督違反（運輸規則第３
８条第１項）

0 0



貸切バス 2021 3 18
有限会社夢ツアーズ(法
人番号3140002022686)
代表者籾井博員

兵庫県三木市口吉川町
殿畑23番地の2

本社
兵庫県三木市口
吉川町殿畑23番
地の2

輸送施設の使用停止
(85日車)

道路運送法(以下
「法」)第27条第3項

令和2年10月15日及び同年11月11日、法令違反の疑いを端緒として監
査を実施。8件の違反が認められた。(1)点呼の記録義務違反【記録なし
又は記録の保存なし】(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規
則」)第24条5項)、(2)点呼の記録義務違反【記載事項の不備】(運輸規
則第24条第5項)、(3)「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者
に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する指導監督義
務違反(運輸規則第38条第1項)、(4)運転者に対する指導監督に係る記録
の作成・保存義務違反【記録】(運輸規則第38条第1項)、(5)運転者に対
する指導監督に係る記録の作成・保存義務違反【記載事項等の不備】
(運輸規則第38条第1項)、(6)定期点検整備等の未実施【定期点検整備等
の未実施】(運輸規則第45条)、(7)整備管理者の研修受講義務違反(運輸
規則第46条)、(8)報告義務違反【未報告】(法第94条第1項)

20 9

貸切バス 2021 3 18
琴平バス株式会社（法人
番号8470001008153)
代表者楠木泰二朗

香川県仲多度郡琴平町
1228-1

徳島営業所
徳島県鳴門市撫
養町木津1456-12

輸送施設の使用停止
（70日車)文書警告

道路運送法第9条の2
第1項、第27条第3
項

令和2年11月18日及び同年12月8日、旅客自動車運送事業に関する監査
方針に基づき監査を実施したところ、5件の違反が確認された。(1)届出
運賃によらない運賃を収受していたこと(道路運送法第9条の2第1
項）、(2)運送引受書に記載すべき事項の記録が不適切であったこと
（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第7条の2第1
項）、(3)運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であった
こと（運輸規則第24条第5項）、(4)運転者の乗務について定められた
事項の記録が不適切であったこと（運輸規則第25条第1項、第2項、第4
項）、(5)運行指示書に記載すべき事項が不適切であったこと（運輸規
則第28条の2第1項）

8 8

貨物 2021 3 19
株式会社七栄（法人番号
3080101002265） 代
表者伊倉昭次

静岡県裾野市金沢145番
地の2

岩手営業所
岩手県奥州市水
沢佐倉河字明神
堂106番地2

文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第4項

令和3年1月20日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、2件の違
反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第3条第4項）、（2）運転者に対
する指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2021 3 19

株式会社長谷川運送（法
人番号
7110001011540） 代
表者長谷川和男

新潟県阿賀野市下里665 本社営業所
新潟県阿賀野市
下里665

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第1項及び
第4項

令和2年7月2日、監査実施。2件の違反が認められた。（1）定期点検整
備等の未実施（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条の2、道路運送車両法第48条）（2）運行記録計による記録
義務違反（安全規則第9条第1項）

0 0

貨物 2021 3 19

有限会社志方産業運輸
（法人番号
1310002012226） 代
表者志方次男

長崎県佐世保市花高2-
6-2

本社営業所
長崎県東彼杵郡
川棚町小串郷横
別当2172-1

輸送施設の使用停止
（80日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第8
条第1項、法第17条
第1項第1号、法第
17条第1項第2号、
法第17条第4項、法
第60条第1項、道路
運送車両法第48条

令和2年9月9日、監査実施。13件の違反が認められた。(1)～(3)事業計
画(営業所・自動車車庫・休憩睡眠施設)に定めるところに従う義務違反
(貨物自動車運送事業法（以下｢法｣）第8条第1項)、(4)乗務時間等の基
準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下｢安全規則｣)第3条
第4項)、(5)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(6)乗務等
の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(7)運行記録計による記録義務違
反(安全規則第9条)、(8)運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5
第1項)、(9)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、
(10)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(11)運転者
に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反(安全規則第10条
第1項)、(12)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条の2、道路運送車両法第48条)、(13)報告義務違反(法第60条第1
項)

8 8

乗合バス 2021 3 19

丹後海陸交通株式会社
(法人番号
1130001040543) 代表
者小倉信彦

京都府宮津市字新浜
1991番地1号

本社営業所
京都府与謝郡与
謝野町字上山田
641番地1号

輸送施設の使用停止
（80日車）

道路運送法第25条

令和2年11月2日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。2件の違反
が認められた。(1)運転者の制限違反(道路運送法第25条)、(2)「旅客自
動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の
指針」による運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運
輸規則第38条第1項)

8 8

貨物 2021 3 22

有限会社共栄土木運輸
（法人番号７４６２５０
２０００２１９） 代表
者菅野智

北海道標津郡中標津町
東２０条北５丁目３番
地

本社営業所
北海道標津郡中
標津町東２０条
北５丁目３番地

輸送施設の使用停止
（８０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項第１
号、法第１７条第１
項第２号、法第１７
条第４項

令和２年１０月１２日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況
を端緒として監査を実施。８件の違反が認められた。（１）疾病・疲
労等のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下
「安全規則」）第３条第６項）、（２）定期点検整備の実施義務違反
（安全規則第３条の２）、（３）点呼の実施義務違反（安全規則第７
条第１項、第２項）、（４）点呼の記録事項義務違反（安全規則第７
条第５項）、（５）運転者台帳の作成義務違反（安全規則第９条の５
第１項）、（６）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第１０
条第１項）、（７）特定運転者に対する特別な指導義務違反（安全規
則第１０条第２項）、（８）特定運転者に対する適性診断受診義務違
反（安全規則第１０条第２項）

8 8

貨物 2021 3 22

シンシアライン株式会社
（法人番号１４３０００
１０３９２４１） 代表
者片桐大

北海道札幌市中央区南
１条東７丁目２番地４

本社営業所
北海道札幌市東
区北丘珠３条３
丁目２－１０

輸送施設の使用停止
（５０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項第１
号、法第１７条第１
項第２号、法第１７
条第４項

令和３年２月５日及び令和３年２月１５日、その他事故、法令違反、
事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。６件の違反が認められ
た。（１）乗務時間等の基準の遵守義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、（２）乗務時間等
の基準なお書きの遵守義務違反（一運行の勤務時間）（安全規則第３
条第４項）、（３）定期点検整備の実施義務違反（安全規則第３条の
２）、（４）点呼の実施義務違反（安全規則第７条第２項、第３
項）、（５）運行指示書の作成、指示又は携行義務違反（安全規則第
９条の３第１項から３項）、（６）特定運転者に対する特別な指導義
務違反（安全規則第１０条第２項）

5 5

貨物 2021 3 22
大日運送株式会社（法人
番号7420001001262）
代表者對馬正彦

青森県青森市大字野内
字菊川6番地6

本社営業所
青森県青森市大
字野内字菊川6番
地6

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和3年2月4日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として監査を実施
した結果、2件の違反が認められた｡（1）運転者台帳の記載事項義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第9条の5第1
項）、（2）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1
項）

11 0

貨物 2021 3 22
第一貨物株式会社（法人
番号2390001001089）
代表者米田総一郎

山形県山形市諏訪町2丁
目1番20号

福島支店
福島県福島市飯
坂町平野腰巻11-
1

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和3年2月18日及び3月10日、監査方針を端緒として監査を実施した結
果、1件の違反が認められた｡（1）点呼の実施義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第7条第2項、第3項）

0 0

貨物 2021 3 22

長崎県央農業協同組合
（法人番号
6310005004554） 代
表者真壁正二郎

長崎県諫早市栗面町
174-1

大村会館営
業所

長崎県大村市杭
出津1-745-1

輸送施設の使用停止
（30日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項第2号、
法第17条第4項、道
路運送車両法第48条

令和3年1月20日、監査実施。3件の違反が認められた。(1)定期点検整
備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下｢安全規則｣)第3条
の2、道路運送車両法第48条)、(2)運転者台帳の記載事項義務違反(安全
規則第9条の5第1項)、(3)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条
第1項)

3 3

貨物 2021 3 22
宇目運送有限会社（法人
番号8320002017655）
代表者近藤展弘

大分県佐伯市宇目大字
重岡503-1

本社営業所
大分県佐伯市宇
目大字重岡503-1

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和3年2月25日、監査実施。3件の違反が認められた。(1)運転者台帳
の記載事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下｢安全規
則｣)第9条の5第1項)、(2)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(3)運
転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1項)

0 0

貸切バス 2021 3 22

九州みやび観光株式会社
（法人番号
9340001006276） 代
表者本村雅樹

鹿児島県鹿児島市石谷
町1279-6

本社営業所
鹿児島県鹿児島
市石谷町1279-6

輸送施設の使用停止
（120日車）

道路運送法第9条の2
第1項

令和2年11月11日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)運賃料金事
前届出、運賃料金変更事前届出違反（道路運送法第9条の2第1項）

22 12



貨物 2021 3 23

酒井梱包運輸 有限会社
（法人番号
4010002002551）代表
者：酒井 行雄

東京都文京区湯島３－
１０－８

本社
東京都文京区湯
島３－１０－８

輸送施設の使用停止
（90日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の2

法令違反の疑いがあることを端緒として、令和元年10月30日、監査を
実施。7件の違反が認められた。（1）疾病のおそれのある乗務（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（2）点呼の実施義務違反
等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（3）乗務等の記録事
項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（4）運転者
に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1
項）、（5）高齢運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第2項）、（6）高齢運転者に対する適性診断受診義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（7）定期
点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2）

9 9

貨物 2021 3 23

株式会社 ワコー運輸
（法人番号
4020001058643）代表
者：草野 和大

神奈川県横浜市港北区
樽町４－１６－１４－
５

本社

神奈川県横浜市
港北区樽町４丁
目１６番１４－
５号

輸送施設の使用停止
（270日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

行政処分等を受けたにもかかわらず改善が認められないことを端緒と
して、令和2年2月14日及び同年2月25日、監査を実施。10件の違反が
認められた。（1）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第6項）、（2）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第7条）、（3）点呼の記録の改ざん・不実記載（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）、（4）運転者に対する指
導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、
（5）初任運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第2項）、（6）初任運転者に対する適性診断受診義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（7）定期点検整
備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2）、（8）運
行管理補助者の要件違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3
項）、（9）運行管理者の選任（解任）届出違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第19条）、（10）事業計画の変更認可違反（貨物自動車
運送事業法第9条第1項）

50 27

貨物 2021 3 23

株式会社 エム・
ティー・エス（法人番号
8120101041163）代表
者：津布久 博

大阪府岸和田市木材町
１０－２

吉川
埼玉県吉川市中
野３１１－１

輸送施設の使用停止
（80日車）

貨物自動車運送事業
法第9条第１項

法令違反の疑いがあることを端緒として、令和元年12月26日、監査を
実施。11件の違反が認められた。（1）点呼の実施義務違反等（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条）、（2）乗務等の記録事項違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（3）運転者に対する指
導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（4）
初任運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第10条第2項）、（5）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（6）定期点検整備の
実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2）、（7）事故の
未報告（貨物自動車運送事業法第24条、自動車事故報告規則第3条第1
項）、（8）事業計画（自動車車庫）の変更認可違反（貨物自動車運送
事業法第9条第1項）、（9）事業計画（営業所に配置する事業用自動車
の種別ごとの数）の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1
項）、（10）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）、
（11）運賃及び料金の未届出（貨物自動車運送事業報告規則第2条の
2）

8 8

貨物 2021 3 23

株式会社 ロジスティッ
クス・ラビット（法人番
号4012401015002）代
表者：渡邊 康一郎

東京都武蔵野市吉祥寺
北町３－５－１５

武蔵村山

東京都西多摩郡
瑞穂町殿ヶ谷４
０５－１２－１
０３（旧：東京
都武蔵村山市岸
１－４３－９）

輸送施設の使用停止
（70日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年7
月14日及び同年8月24日、監査を実施。8件の違反が認められた。（1）
乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第
4項）、（2）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条）、（3）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第9条）、（4）運転者に対する指導監督違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（5）整備管理者の研修受
講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4）、（6）事業
計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、（7）事業
計画事後届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）、（8）報告義
務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）

7 7

貨物 2021 3 23

株式会社 ワンツー運送
（法人番号
8021001016678）代表
者：釜谷 忠一

神奈川県相模原市中央
区星が丘４－４－１－
６０２

本社
神奈川県相模原
市中央区上溝２
－２－７

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

法令違反の疑いがあることを端緒として、令和2年2月4日及び同年7月
17日、監査を実施。9件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の
遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）疾病
のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6
項）、（3）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第7条）、（4）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第8条第1項）、（5）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（6）高齢運転者に対する指導
監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（7）初
任・高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第2項）、（8）報告義務違反（貨物自動車運送事
業報告規則第2条）、（9）運賃及び料金の未届出（貨物自動車運送事
業報告規則第2条の2）

6 6

貨物 2021 3 23

有限会社 松崎加工（法
人番号
7060002039495）代表
者：松崎 恭博

栃木県佐野市堀米町１
３４７－３

本社
栃木県佐野市堀
米町１３４７－
３

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年9
月11日、監査を実施。2件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示
の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）運
転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条
第1項）

1 1

貨物 2021 3 23

金子コーポレーション
株式会社（法人番号
8050001045115）代表
者：金子 馨

茨城県石岡市旭台３－
３－１３

本社
茨城県石岡市国
府７－５４３

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
法第9条第１項

法令違反の疑いがあることを端緒として、令和2年7月16日及び同年8月
5日、監査を実施。6件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵
守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）点呼の
実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（3）初
任運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
10条第2項）、（4）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条の2）、（5）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運
送事業法第9条第1項）、（6）自動車に関する表示義務違反（道路運送
法第95条）

6 6
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株式会社 環境システム
ズ（法人番号
8070001006503）代表
者：塚田 敏則

群馬県高崎市倉賀野町
２４６５－４

本社
群馬県高崎市倉
賀野町２４６５
－４

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

法令違反の疑いがあることを端緒として、令和2年8月6日、監査を実
施。7件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）点呼の実施義務違反
等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（3）運転者に対する
指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、
（4）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第2項）、（5）事業計画の変更認可違反（貨物自
動車運送事業法第9条第1項）、（6）事業計画事前届出違反（貨物自動
車運送事業法第9条第3項）、（7）運賃及び料金の未届出（貨物自動車
運送事業報告規則第2条の2）

3 3
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イケゾエ海運 株式会社
（法人番号
8290801011102）代表
者：池添 聖次

福岡県遠賀郡岡垣町大
字黒山９１６番地の３

関東
群馬県太田市小
角田町１番地

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年7
月22日、監査を実施。5件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示
の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）点
呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、
（3）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条
第1項）、（4）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第1項）、（5）運行管理補助者の要件違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第18条第3項）

3 3



貨物 2021 3 23

株式会社 秋谷運送（法
人番号
5040001062816）代表
者：秋谷 桂

千葉県香取郡多古町大
高１－７８

本社
千葉県香取郡多
古町大高１－７
８

輸送施設の使用停止
（35日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の2

法令違反の疑いがあることを端緒として、令和2年7月9日、監査を実
施。8件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）点呼の実施義務違反
等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（3）乗務等の記録事
項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（4）運行記
録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、
（5）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第10条第1項）、（6）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第3条の2）、（7）事業計画の変更認可違反（貨物自動
車運送事業法第9条第1項）、（8）自動車に関する表示義務違反（道路
運送法第95条）

4 4
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有限会社 大洗リサイク
ルサービス（法人番号
3050002009189）代表
者：小室 健二郎

茨城県東茨城郡大洗町
磯浜町２４１４－２

本社
茨城県東茨城郡
大洗町五反田４
４１

輸送施設の使用停止
（70日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

法令違反の疑いがあることを端緒として、令和2年8月19日及び同年9月
3日、監査を実施。8件の違反が認められた。（1）疾病のおそれのある
乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（2）点呼の記
録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）、（3）乗
務等の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1
項）、（4）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第1項）、（5）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第3条の2）、（6）事業計画（自動車車庫）の変更
認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、（7）事業計画（営業
所に配置する事業用自動車の種別ごとの数）の変更認可違反（貨物自
動車運送事業法第9条第1項、（8）報告義務違反（貨物自動車運送事業
報告規則第2条）

7 7
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有限会社 三急運輸（法
人番号
1030002116716）代表
者：上村 博

埼玉県深谷市大字上野
台５４３－６

本社
埼玉県深谷市大
字上野台５４３
－６

輸送施設の使用停止
（100日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の2

法令違反の疑いがあることを端緒として、令和2年9月1日及び同年10月
１日、監査を実施。10件の違反が認められた。（1）疾病のおそれのあ
る乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（2）点呼の
実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（3）乗
務等の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1
項）、（4）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第9条）、（5）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（6）定期点検整備の実施違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2）、（7）整備管理者の研
修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4）、（8）
運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
23条第1項）、（9）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法
第9条第1項）、（10）事業計画事後届出違反（貨物自動車運送事業法
第9条第3項）
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株式会社 アイザワ（法
人番号
2070001000024）代表
者：相沢 宏一郎

群馬県前橋市粕川町下
東田面２７４

本社
群馬県前橋市粕
川町下東田面２
７４

輸送施設の使用停止
（70日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条

法令違反の疑いがあることを端緒として、令和2年8月28日及び同年9月
11日、監査を実施。6件の違反が認められた。（1）点呼の実施義務違
反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（2）乗務等の記録
事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（3）運行
記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9
条）、（4）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第1項）、（5）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第3条の2）、（6）運行管理補助者の要件違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項）
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株式会社 松本土木（法
人番号
6010901011394）代表
者：高田 健司

東京都世田谷区玉堤１
－２１－１９

館林
群馬県館林市東
美園町１２－８

輸送施設の使用停止
（50日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の2

法令違反の疑いがあることを端緒として、令和2年9月10日、監査を実
施。7件の違反が認められた。（1）運転者に対する指導監督違反等
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（2）初任運転者
に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項）、（3）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第10条第2項）、（4）定期点検整備の実施違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2）、（5）点検整備記録簿
の保存義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2）、（6）
事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、（7）
事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）
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株式会社 蓼沼運輸（法
人番号
7060001020489）代表
者：蓼沼 正道

栃木県佐野市朝日町７
１５

本社
栃木県佐野市朝
日町７１５

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

死亡事故を引き起こしたことを端緒として、令和2年8月28日及び同年
10月9日、監査を実施。4件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示
の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）点
呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、
（3）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第10条第1項）、（4）初任運転者に対する適性診断受診義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）
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星の宮運輸 株式会社
（法人番号
3060001028247）代表
者：浅野 勝美

茨城県小美玉市西郷地
１６８４番地１

栃木
栃木県芳賀郡益
子町大字塙９４
０－３

輸送施設の使用停止
（50日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがあることを端緒として、令和2年10月22日、監査を実
施。5件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）点呼の実施義務違反
等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（3）運転者に対する
指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、
（4）事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）、
（5）自動車に関する表示義務違反（道路運送法第95条）
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株式会社トライバル（法
人番号2180001102115)
代表者五十君隆政

愛知県春日井市関田町1
丁目31番地

本社営業所

愛知県春日井市
関田町1丁目31番
地フレストスク
エア春日井中央
通302号

輸送施設の使用停止
（30日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和2年10月2日､監査方針に基づき､監査を実施｡8件の違反が認められ
た｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第4項)､(2)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条第5項)､(3)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第7条第5項)､(4)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第8条)､(5)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(6)特定の運転者に対する指導義務違
反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(7)特定の運転者に
対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第
2項)

3 3
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有限会社ＳＨＩＮＫＯ
（法人番号
5080002010027) 代表
者河原崎貴弘

静岡県静岡市清水区
蜂ヶ谷106-5

本社営業所
静岡県静岡市清
水区蜂ヶ谷106-
5､106-6

事業停止（30日間）
貨物自動車運送事業
法第27条第1項

令和元年11月12日、令和2年8月30日及び令和2年12月1日､監査方針に
基づき､監査を実施｡1件の違反が認められた｡(1)名義貸し(貨物自動車運
送事業法第27条第1項)

30 30

貨物 2021 3 23
三糧輸送株式会社（法人
番号4190001015066)
代表者川北正

三重県四日市市曙町7-7 津営業所
三重県津市芸濃
町椋本字目細
5522-7

輸送施設の使用停止
（80日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和2年9月29日､監査方針に基づき､監査を実施｡6件の違反が認められ
た｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第4項)､(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第7条第5項)､(4)点呼の記録不実記載(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(6)特定の運転者に対する運
転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)
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高浜木材株式会社（法人
番号5180301015823)
代表者都築剛二

愛知県高浜市碧海町二
丁目5番地22

本社営業所
愛知県高浜市碧
海町二丁目5番地
22

輸送施設の使用停止
（90日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和2年9月18日､公安委員会からの通知を端緒として､監査を実施｡9件
の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)過積載運行禁止違反(貨物自動車運
送事業法第17条第3項)､(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)､(4)点呼の記録義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)点呼の記録記載事項
不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(6)乗務等の記録記
載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(7)運行記録計に
よる記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(8)運行指
示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1
項)､(9)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第2項)

9 9

貨物 2021 3 23

今村運輸倉庫有限会社
（法人番号
2200002006997) 代表
者今村和哉

岐阜県各務原市前渡北
町4-50-1

本社営業所
岐阜県各務原市
前渡北町4-50-1

輸送施設の使用停止
（10日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和2年9月28日､監査方針に基づき､監査を実施｡7件の違反が認められ
た｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第
1項第4号)､(2)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第4項)､(3)点呼の実施不適切(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第7条第1項及び第2項)､(4)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)運行記録計による記録義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(6)運転者台帳の作成義務違
反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(7)運転者台帳の
記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)

1 1

タクシー 2021 3 23

株式会社スターラインエ
クスプレス（法人番号
6010901026327） 代
表者田邊善彦

東京都世田谷区船橋4-
36-3-302

本社営業所
東京都世田谷区
船橋4-36-3-302

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第３６条第
２項

令和2年1月17日及び令和2年1月21日、新規許可を受けたことを端緒と
して監査を実施。1件の違反が認められた。(1)新任運転者に対する指導
監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第36条第2項)

0 0

タクシー 2021 3 23

京成タクシー船橋株式会
社（法人番号
8040001019367） 代
表者田中裕也

千葉県船橋市湊町2-7-7 本社営業所
千葉県船橋市湊
町2-7-7

輸送施設の使用停止
（139日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第２４条第
５項

令和元年11月28日及び令和元年12月9日、法令違反の疑いがあることを
端緒として監査を実施。9件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準
の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第21条第1
項)､(2)点呼の実施等義務違反(運輸規則第24条)､(3)点呼の記録の不実
記載(運輸規則第24条第5項)､(4)新任運転者に対する指導監督義務違反
(運輸規則第36条第2項)､(5)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則
第38条第1項)､(6)高齢運転者に対する告示で定める特別な指導義務違反
(運輸規則第38条第2項)､(7)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反
(運輸規則第38条第2項)､(8)運行管理者の指導監督義務違反(運輸規則第
48条の3)､(9)運転者証の返納等義務違反(ﾀｸｼｰ業務適正化特別措置法第
16条第1項､第2項)

14 14

タクシー 2021 3 23 中澤 薫 東京都板橋区 個人 東京都板橋区
輸送施設の使用停止
（40日車）

ﾀｸｼｰ業務適正化特別
措置法第４３条第２
項

令和2年7月29日、法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として調査を
実施。1件の違反が認められた。(1)ﾀｸｼｰ乗車禁止地区における乗車(ﾀｸ
ｼｰ業務適正化特別措置法第43条第2項)

4 4

タクシー 2021 3 23 榎本 明 東京都足立区 個人 東京都足立区
輸送施設の使用停止
（40日車）

ﾀｸｼｰ業務適正化特別
措置法第４３条第２
項

令和2年7月28日、法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として調査を
実施。1件の違反が認められた。(1)ﾀｸｼｰ乗車禁止地区における乗車(ﾀｸ
ｼｰ業務適正化特別措置法第43条第2項)

4 4

タクシー 2021 3 23 日比野 芳晶 神奈川県横須賀市 個人
神奈川県横須賀
市

輸送施設の使用停止
（80日車）

道路運送法第２５条
令和2年9月10日、法令違反の疑いがあることを端緒として監査を実
施。1件の違反が認められた。(1)運転者の制限違反(道路運送法第25条)

8 8

タクシー 2021 3 23
ＤＤ株式会社（法人番号
4010501042486） 代
表者王凱

東京都台東区下谷一丁
目11番5-402号室ﾄﾞﾒｲﾝ
入谷

本社営業所

東京都足立区竹
の塚5丁目18番9
号竹の塚ﾏﾝｼｮﾝ
401号室

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第２５条第
３項

令和2年1月9日及び令和2年11月12日、新規許可を受けたことを端緒と
して監査を実施。3件の違反が認められた。(1)乗務記録の記録事項の不
備(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第25条第3項)､(2)新任
運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第36条第2項)､(3)運転者に
対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)

0 0

タクシー 2021 3 23
叶商事株式会社（法人番
号5160001004541）
代表者叶春

滋賀県大津市山上町11-
32

東京営業所
東京都足立区皿
沼1-22-7

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第２５条第
３項

令和元年12月2日及び令和2年12月3日、区域拡大を行ったことを端緒と
して監査を実施。3件の違反が認められた。(1)乗務記録の記録事項の不
備(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第25条第3項)､(2)新任
運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第36条第2項)､(3)運転者に
対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)

0 0

タクシー 2021 3 23
株式会社夏山(法人番号
4130001036274) 代表
者夏山萬春

京都府京都市右京区梅
津尻溝町69番地3

本店
京都府京都市右
京区梅津尻溝町
69番地2、80

文書警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(駐
停車違反)が、過去一年以内に3件に達した。「旅客自動車運送事業者
が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運
転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条1
項)

0 0

タクシー 2021 3 23

株式会社市丸タクシー
（法人番号
5340002019347） 代
表者市丸啓子

鹿児島県熊毛郡中種子
町野間5297-40

西之表営業
所

鹿児島県西之表
市東町7059-9

輸送施設の使用停止
（120日車）、文書警
告、文書勧告

道路運送法（以下
「法」）第16条第1
項、法第27条第3項

令和2年12月16日、監査実施。16件の違反が認められた。(1)事業計画
(配置車両数)に定める業務の確保違反（道路運送法第16条第1項）、(2)
損害賠償責任保険(共済)締結義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則
（以下「安全規則」）第19条の2)、(3)乗務時間等の基準の遵守違反
（運輸規則第21条第1項）、(4)疾病、疲労等のおそれのある乗務（運
輸規則第21条第5項）、(5)点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条
第5項）、(6)乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第25条）、(7)新任
運転者に対する指導監督違反（運輸規則第36条第2項）、(8)乗務員台
帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条第1項）、(9)運転者に対する
指導監督違反（運輸規則第38条第1項）、(10)運転者に対する指導監督
の記録保存違反（運輸規則第38条第1項）、(11)特定運転者に対する特
別な指導監督違反（運輸規則第38条第2項）、(12)特定運転者に対する
適性診断受診義務違反（運輸規則第38条第2項）、(13)地理・応接の指
導監督の記録、保存義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第40条第3
項）、(14)運行管理規程の制定義務違反（運輸輸規則第48条の2）、
(15)指導主任者の届出義務違反(運輸規則第68条第1項第3号)、(16)指導
主任者の転任（退任）届出義務違反(運輸規則第68条第1項第4号)

12 12

乗合バス 2021 3 23

小田急箱根高速バス株式
会社（法人番号
1011101030223） 代
表者 二見則之

東京都新宿区西新宿1-
8-3

経堂営業所
東京都世田谷区
宮坂3-1-60

輸送施設の使用停止
（10日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和2年7月22日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。1件
の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車
運送事業運輸規則第38条第1項)

1 1

乗合バス 2021 3 23

ダイヤモンド交通株式会
社（法人番号
4030002076602） 代
表者 三上秀樹

埼玉県ふじみ野市苗間
353-4

川越営業所
埼玉県川越市下
松原488-4

輸送施設の使用停止
（10日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第2
項

令和2年1月10日、新規許可を受けたことを端緒に監査を実施。3件の違
反が認められた。(1)点呼の実施等義務違反(旅客自動車運送事業運輸規
則(以下｢運輸規則｣)第24条)､(2)運転者に対する指導監督義務違反(運輸
規則第38条第1項)､(3)初任運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規
則第38条第2項)

1 1

乗合バス 2021 3 23
千葉交通株式会社（法人
番号6040001043022）
代表者 芹澤弘之

千葉県成田市花崎町
750-1

成田営業所
千葉県成田市吉
倉字往還附259-5

輸送施設の使用停止
（20日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第1
項

令和2年1月20日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。5件
の違反が認められた。(1)事業計画の事前変更届出違反(道路運送法(以
下｢運送法｣)第15条第3項)､(2)乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運
送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第21条第1項)､(3)点呼の実施等義務違
反(運輸規則第24条)､(4)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則
第38条第1項)､(5)自動車に関する表示義務違反(運送法第95条)

3 2



乗合バス 2021 3 23
株式会社都市交通（法人
番号3040002057627）
代表者 豊泉達樹

千葉県印西市瀬戸1733-
10

成田営業所
千葉県成田市三
里塚42

輸送施設の使用停止
（10日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第2
項

令和2年2月25日、新規許可を受けたことを端緒に監査を実施。5件の違
反が認められた。(1)点呼の記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則
(以下｢運輸規則｣)第24条第5項)､(2)運転者に対する指導監督義務違反
(運輸規則第38条第1項)､(3)高齢運転者に対する特別な指導義務違反(運
輸規則第38条第2項)､(4)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運
輸規則第38条第2項)､(5)報告義務違反(運送法第94条第1項)

1 1

乗合バス 2021 3 23
株式会社都市交通（法人
番号3040002057627）
代表者 豊泉達樹

千葉県印西市瀬戸1733-
10

本社営業所
千葉県印西市瀬
戸1382-6

輸送施設の使用停止
（10日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第1
項

令和2年2月26日、区域拡大を行ったことを端緒に監査を実施。6件の違
反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運
輸規則(以下｢運輸規則｣)第21条第1項)､(2)点呼の記録義務違反(運輸規
則第24条第5項)､(3)運転基準図の作成義務違反(運輸規則第27条第1項)､
(4)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)､(5)定期
点検整備等の未実施(運輸規則第45条)､(6)点検整備記録簿等の記載義務
違反等(運輸規則第45条)

1 1

貸切バス 2021 3 23

株式会社オン・タイム
（法人番号
2010401006279） 代
表者 今井信夫

東京都港区東麻布2-20-
2

本社営業所
東京都港区東麻
布2-20-2

輸送施設の使用停止
（230日車）

道路運送法第9条の2
第1項

令和2年1月23日及び令和2年2月13日、定期的な監査を実施。8件の違
反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法(以下｢運送
法｣)第9条の2第1項)､(2)事業計画の変更認可違反(運送法第15条第1項)､
(3)乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸
規則｣)第21条第1項)､(4)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)､
(5)運行記録計による記録義務違反(運輸規則第26条第1項)､(6)経路の調
査等の義務違反(運輸規則第28条)､(7)運行指示書の記載事項不備(運輸
規則第28条の2第1項)､(8)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第
38条第1項)

23 23

貸切バス 2021 3 23

バルクレンタカーアンド
セールス株式会社（法人
番号5020001052736）
代表者 七宮壮巨

神奈川県川崎市麻生区
王禅寺766

本社営業所
神奈川県川崎市
麻生区王禅寺766

輸送施設の使用停止
（180日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第24条

令和2年2月10日及び令和2年2月17日、定期的な監査を実施。9件の違
反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運
輸規則(以下｢運輸規則｣)第21条第1項)､(2)点呼の実施義務違反(運輸規
則第24条第1項､第2項)､(3)乗務等の記録の記録事項不備(運輸規則第25
条第2項)､(4)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､
(5)定期点検整備等の未実施(運輸規則第45条)､(6)整備管理者選任(変更)
の未届出(道路運送車両法第52条)､(7)運行管理者に対する講習受講義務
違反(運輸規則第48条の4第1項)､(8)運行管理補助者の届出義務違反(運
輸規則第68条)､(9)輸送の安全にかかわる情報の公表義務違反(運送法第
29条の3)

48 18

貸切バス 2021 3 23

株式会社ＷＯＲＬＤ Ｌ
ＩＮＥ（法人番号
9180301031494） 代
表者 稲垣健三

愛知県豊川市三蔵子町
大道32

千葉営業所

千葉県成田市新
田301-8 ブライ
トンハイムＡ-
201

輸送施設の使用停止
（70日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第24条

令和元年11月12日及び令和元年11月29日、新規許可を受けたことを端
緒に監査を実施。5件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違
反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第21条第1項)､(2)点
呼の実施等義務違反(運輸規則第24条)､(3)乗務等の記録の記録事項不備
(運輸規則第25条第2項)､(4)運行記録計による記録義務違反(運輸規則第
26条第1項)､(5)運行指示書の記載事項不備(運輸規則第28条の2第1項)

7 7

貸切バス 2021 3 23

江田島バス株式会社（法
人番号
9240001027175） 代
表者大濱博明

広島県江田島市大柿町
飛渡瀬80番地の1

本社
広島県江田島市
能美町大字中町
4553番地1号

輸送施設の使用停止
（180日車）及び文書
警告

道路運送法第27条第
3項

令和元年10月8日及び同年11月5日、継続監視の監査対象であることを
端緒として監査を実施。11件の違反が認められた。(1)運送引受書の交
付義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第7条
の2第1項）、(2)運送引受書の記載事項義務違反（運輸規則第7条の2第
1項）、(3)点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条第5項）、(4)乗務
等の記録事項義務違反（運輸規則第25条第2項）、(5)運行指示書の記
載事項義務違反（運輸規則第28条の2第1項）、(6)運転者に対する指導
監督義務違反（運輸規則第38条第1項）、(7)運転者に対する指導監督
の記録義務違反（運輸規則第38条第1項）、(8)運転者に対する指導監
督の記録事項義務違反（運輸規則第38条第1項）、(9)特定の運転者に
対する特別な指導義務違反（運輸規則第38条第2項）、(10)特定の運転
者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第38条第2項）、(11)事業
用自動車の定期点検整備義務違反（運輸規則第45条）

18 18

貸切バス 2021 3 23
会津交通株式会社（法人
番号7380001017123）
代表者吉田正寿

福島県会津若松市東栄
町1番83号

町北営業所
福島県会津若松
市町北町大字中
沢字平沢181-1

輸送施設の使用停止
（150日車）及び文書
警告

道路運送法（以下｢
法｣）第9条の2第1
項、法第15条第3
項、法第16条第1
項、法第27条第3項

令和2年10月14日及び11月5日、監査方針を端緒として監査を実施した
結果、6件の違反が認められた｡（1）運賃料金変更事前届出違反（道路
運送法（以下｢運送法｣）第9条の2第1項）、（2）事業計画の事前変更
届出違反（運送法第15条第3項）、（3）事業計画に定める業務の確保
違反（道路運送法施行規則第4条第7項第4号）、（4）運送引受書の交
付義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（｢以下｢運輸規則｣）第7条
の2第1項）、（5）点呼の実施義務違反（運輸規則第24条第1項、第2
項）、（6）点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条第5項）

15 15

貸切バス 2021 3 23

株式会社ジェイアイコー
ポレーション（法人番号
8180001055027) 代表
者永井宗

愛知県名古屋市東区泉
一丁目23番37号

岐阜営業所
岐阜県関市迫間
字新田2061番地1

輸送施設の使用停止
（100日車）及び文書
警告

道路運送法第23条第
3項

令和2年11月26日、監査方針に基づき、監査を実施。4件の違反が認め
られた。(1)運行管理者の選任解任届出違反(道路運送法第23条第3項)､
(2)点呼の実施義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第1項及び
第2項)､(3)点呼の記録不実記載(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5
項)､(4)事業報告書及び輸送実績報告書未提出(道路運送法第94条第1項)

17 10

貨物 2021 3 24
有限会社豊港商事（法人
番号3400002007900）
代表者梅澤豊治

岩手県紫波郡矢巾町大
字広宮沢第1地割2番地
599

本社営業所
岩手県紫波郡矢
巾町大字広宮沢
第1地割2番地599

事業停止（30日
間）、輸送施設の使
用停止（10日車）及
び文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第9
条第3項、法第17条
第1項第1号、法第
17条第4項

令和2年8月26日、27日及び31日、監査方針を端緒として監査を実施し
た結果、7件の違反が認められた。（1）各営業所に配置する事業用自
動車の種別ごとの数違反（貨物自動車運送事業法施行規則（以下「施
行規則」）第6条第1項第1号）、（2）業務の範囲、保管施設の概要、
利用事業者の概要の変更違反（施行規則第7条第1項第4号）、（3）乗
務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下
「安全規則」）第3条第4項）、（4）点呼の実施義務違反（安全規則第
7条第1項、第2項、第3項）、（5）乗務等の記録保存義務違反（安全規
則第8条）、（6）運行記録計による記録の保存義務違反（安全規則第9
条）、（7）運転者台帳の作成義務違反（安全規則第9条の5第1項）

31 31

貨物 2021 3 24
有限会社藤沢急送（法人
番号7030002117139）
代表者大澤清一

埼玉県深谷市折之口335
番地の6

山形営業所
山形県山形市立
谷川3丁目1123番
地の1

輸送施設の使用停止
（40日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項、法第17条
第4項

令和元年9月19日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、5件の
違反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第3条第4項）、（2）疾病･疲
労等のおそれのある乗務（安全規則第3条第6項）、（3）点呼の実施義
務違反（安全規則第7条第1項、第2項）、（4）運転者台帳の作成義務
違反（安全規則第9条の5第1項）、（5）運転者に対する指導監督義務
違反（安全規則第10条第1項）

4 4

貨物 2021 3 24

有限会社松北ラインサー
ビス（法人番号
7230002001710） 代
表者加藤信孝

富山県富山市寺島1298 本社営業所
富山県富山市寺
島1298

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項及び同条
第4項

令和2年7月20日、監査実施。3件の違反が認められた。（1）乗務時間
等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）（2）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1～3
項）（3）点呼の記録記載不備（安全規則第7条第5項）

1 1

貨物 2021 3 24

株式会社Ｇｒｅｅｎ ｐ
ｒｏｐ(法人番号
1290001040908） 代
表者川添克子

福岡県福岡市博多区博
多駅南2丁目3-1-1

中国支店営
業所

広島県大竹市北
栄4番12号

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和3年2月19日、情報提供を端緒として監査を実施。3件の違反が認め
られた。(1)点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
（以下「安全規則」）第7条第1項、第2項及び第3項）、(2)点呼の記録
事項義務違反（安全規則第7条第5項）、(3)乗務等の記録事項義務違反
（安全規則第8条第1項）

0 0

貨物 2021 3 24
株式会社栄和運輸（法人
番号8500001015344)
代表者家藤政幸

愛媛県北宇和郡鬼北町
大字吉波20-3

本社営業所
愛媛県北宇和郡
鬼北町大字吉波
20-3

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

令和2年12月15日、公安委員会からの通報を端緒として監査を実施した
ところ、1件の違反が確認された。(1)過積載による運送の引き受けを
行っていたこと（貨物自動車運送事業法第17条第3項）

2 2



貨物 2021 3 24
今村工業株式会社（法人
番号6350001010874）
代表者今村英彦

宮崎県延岡市富美山町
83-560

本社営業所
宮崎県延岡市富
美山町83-560

輸送施設の使用停止
（30日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第8
条第1項、法第17条
第1項第1号、法第
17条第4項、法第60
条第1項

令和2年12月1日、監査実施。9件の違反が認められた。(1)(2)事業計画
(営業所・休憩睡眠施設)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運
送事業法（以下「法」）第8条第1項)、(3)乗務時間等の基準の遵守違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項)、
(4)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(5)乗務等の記録事
項義務違反(安全規則第8条)、(6)運転者台帳の記載事項義務違反(安全
規則第9条の5第1項)、(7)特定運転者に対する特別な指導監督違反(安全
規則第10条第2項)、(8)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条
第1項)、(9)報告義務違反(法第60条第1項)

3 3

タクシー 2021 3 24

ケイカン交通株式会社
（法人番号
1210001007220) 代表
者矢﨑孝明

福井県あわら市二面34-
4-8

丸岡営業所
福井県坂井市丸
岡町西里丸岡第
12号9番地3

輸送施設の使用停止
（10日車）

道路運送法第30条第
1項

令和2年11月19日、監査方針に基づき、監査を実施。1件の違反が認め
られた。(1)不当な運送条件の要求等公衆の利便の阻害(道路運送法第30
条第1項)

1 1

タクシー 2021 3 24
新栄自動車株式会社（法
人番号4180001010308)
代表者山口貴史

愛知県名古屋市瑞穂区
弥富通2丁目8番地

本社営業所
愛知県名古屋市
瑞穂区弥富通2丁
目8番地

輸送施設の使用停止
（10日車）及び文書
警告

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和2年11月11日、重傷事故を引き起こしたことを端緒として、監査を
実施。2件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反
(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)､(2)特定の運転者に対する
運転適性診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)

1 1

貨物 2021 3 25

有限会社エムエスライン
（法人番号
1140002043866） 代
表者藤原明広

兵庫県尼崎市水堂町2丁
目29番26号

本社
兵庫県丹波市柏
原町挙田179番地

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和2年9月25日及び同年9月28日、公安委員会からの通報を端緒に監査
を実施。4件の違反が認められた。(1)「貨物自動車運送事業の事業用自
動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、(2)
整備管理者の選任（変更）の未届出、虚偽届出【変更の未届出に係る
もの】（安全規則第3条の2、道路運送車両法第52条）、(3)点呼の記録
違反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、（4）運行指示書
【記載事項等の不備】(安全規則第9条の3第1項)

3 3

貨物 2021 3 25

海産物問屋北都鮮冷株式
会社（法人番号
2160001012415） 代
表者杉本将律

滋賀県犬上郡豊郷町大
字安食西字高道439番地

本社
滋賀県犬上郡豊
郷町大字安食西
字高道439番地

輸送施設の使用停止
（95日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第2項

平成25年1月31日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。9件の違
反が認められた。(1)健康状態の把握違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則（以下「安全規則」）第3条第6項）、（2）点呼の実施違反（安
全規則第7条第1項から第3項）、（3）（4）点呼の記録違反【記録】及
び【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、（5）運転者台帳
【作成】（安全規則第9条の4）、（6）「貨物自動車運送事業者が事業
用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に
対する特別な指導及び運転適性診断受診義務違反【運転適性診断の受
診状況】（安全規則第10条第2項）、（7）（8）定期点検整備等の未実
施【定期点検整備等の未実施】及び【12月点検整備の未実施】（安全
規則第13条本文関係第1号、道路運送車両法第48条）、（9）補助者の
要件違反（安全規則第18条第3項）

10 10

貨物 2021 3 25
伸誠運輸有限会社（法人
番号7120002025126）
代表者谷口誠孝

大阪府大阪市東淀川区
大道南2-3-11

福岡営業所
福岡県糟屋郡志
免町南里6-18-10

輸送施設の使用停止
（30日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項第1号、
法第17条第4項

令和2年12月17日、監査実施。9件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下｢安全規則｣)
第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(3)点呼の記録
事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(4)乗務等の記録義務違反(安全規
則第8条)、(5)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(6)運行記
録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(7)運行指示書に係る（作
成）義務違反(安全規則第9条の3第1項)、(8)運転者台帳の作成義務違反
(安全規則第9条の5第1項)、(9)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規
則第9条の5第1項)

3 3

貨物 2021 3 25

ゼロマイル株式会社（法
人番号
6290801008067） 代
表者森中嚴

福岡県北九州市門司区
新門司2-16-3

本社営業所
福岡県北九州市
門司区新門司2-
16-3

輸送施設の使用停止
（30日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項第2号、
法第17条第4項、法
第24条の3、法第60
条第1項

令和2年12月21日、監査実施。10件の違反が認められた。(1)整備管理
者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下｢安全規
則｣)第3条の4)、(2)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(3)点呼の記
録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(4)運転者台帳の作成義務違反
(安全規則第9条の5第1項)、(5)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規
則第9条の5第1項)、(6)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第
1項)、(7)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反
(安全規則第10条第1項)、(8)運転者に対する指導監督の記録事項義務違
反(安全規則第10条第1項)、(9)輸送の安全に関わる情報の公表違反(安
全規則第2条の8)、(10)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1
項)

3 3

貨物 2021 3 25

株式会社三友ロジスティ
クス（法人番号
6290001042858） 代
表者寺崎秀嗣

福岡県筑紫野市大字上
古賀2-1

筑紫野営業
所

福岡県筑紫野市
大字上古賀2-1

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和3年3月11日、監査実施。2件の違反が認められた。(1)運転者台帳
の記載事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下｢安全規
則｣)第9条の5第1項)、(2)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条
第1項)

0 0

乗合バス 2021 3 25
ユタカ交通株式会社(法
人番号9120901020084)
代表者末永政敏

大阪府池田市住吉2丁目
1番24号

本社
大阪府池田市住
吉2丁目1番24号

輸送施設の使用停止
（20日車）

道路運送法第15条第
1項

令和2年8月28日、同年9月11日及び同年11月27日、労働局からの通報
を端緒として監査を実施。4件の違反が認められた。(1)事業計画の変更
認可違反【車庫の位置及び収容能力】（道路運送法第15条第1項）、
(2)点呼の記録義務違反【記録】(旅客自動車運送事業運輸規則(以下
「運輸規則」)第24条第5項)、(3)点呼の記録義務違反【記載事項の不
備】(運輸規則第24条第5項)、(4)届出義務違反【休憩、仮眠又は睡眠の
ための施設の変更届出】(道路運送法施行規則第66条第1項)

5 2

貸切バス 2021 3 25
ユタカ交通株式会社(法
人番号9120901020084)
代表者末永政敏

大阪府池田市住吉2丁目
1番24号

本社
大阪府池田市住
吉2丁目1番24号

輸送施設の使用停止
(190日車)

道路運送法(以下
「法」)第27条第3項

令和2年8月28日及び同年9月11日、労働局からの通報を端緒として監査
を実施。6件の違反が認められた。(1)運賃料金事前届出、運賃料金変更
事前届出違反(法第9条の2第1項)、(2)事業計画の事前変更届出違反【法
第15条第3項】、(3)運送引受書の交付義務違反【記載事項の不備】(旅
客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)、(4)点
呼の実施義務違反【未実施】(運輸規則第24条第1項、第2項、第3項)、
(5)点呼の記録義務違反【記録なし又は記録の保存なし】(運輸規則第24
条第5項)、(6)点呼の記録義務違反【記載事項の不備】(運輸規則第24条
第5項)

25 19

貸切バス 2021 3 25
ユタカ交通株式会社(法
人番号9120901020084)
代表者末永政敏

大阪府池田市住吉2丁目
1番24号

阪神
兵庫県伊丹市下
河原2丁目1番3号

輸送施設の使用停止
(60日車)

道路運送法(以下
「法」)第15条第1項

令和2年8月28日及び同年9月24日、法令違反の疑いを端緒として監査を
実施。2件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反【営業区域
の設定変更、営業所の区域外設置、車庫と営業所の距離又は車庫の収
容能力不足】(法第15条第1項)、(2)事業計画の変更認可違反【営業所、
車庫の区域内新設、移設等】(法第15条第1項)

25 6

貸切バス 2021 3 25

有限会社竹田観光交通
（法人番号
6340002012739） 代
表者山下公平

鹿児島県日置市吹上町
湯之浦字五反田2754-1

本社営業所
鹿児島県日置市
吹上町湯之浦字
五反田2754-1

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年12月21日、監査実施。2件の違反が認められた。(1)運送引受書
の記載事項不備違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規
則」）第7条の2第1項）、(2)運行指示書の記載事項義務違反（運輸規
則第28条の2第1項）

0 0

貨物 2021 3 26
有磯運輸株式会社（法人
番号5230001011480）
代表者青野邦男

富山県氷見市柳田1102 本社営業所
富山県氷見市柳
田1102

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項及び同条
第4項

令和2年10月22日、監査実施。4件の違反が認められた。（1）乗務時間
等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）（2）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項、
第2項）（3）点呼の記録記載不備（安全規則第7条第5項）（4）運転者
台帳の記載不備（安全規則第9条の5第1項）

1 1



貨物 2021 3 26

株式会社マルマツ運送
（法人番号
2190001016330) 代表
者松本守

三重県三重郡川越町大
字北福崎142番地

本社営業所
三重県三重郡川
越町大字北福崎
字宮西142番地

輸送施設の使用停止
（40日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法施行規則第6条第1
項第1号

令和2年9月4日､死亡事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡8件の違反が認められた｡(1)配置車両数違反(貨物自動車運送事業法
施行規則第6条第1項第1号)､(2)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)(3)点呼の実施義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)､(4)運行
指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1
項)､(5)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第9条の5第1項)､(6)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第10条第1項)､(7)運転者に対する指導監督記録義務違
反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(8)特定の運転者に
対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第
2項)

4 4

貨物 2021 3 26

株式会社ロイヤルコーポ
レーション（法人番号
8120901026181） 代
表者三浦廣志

大阪府豊中市庄内宝町1
丁目5番1号

本社
大阪府豊中市庄
内宝町1丁目5番1
号

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(放
置違反)が過去1年以内に3件に達した。（1）運転者の指導監督義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2021 3 26

アートコーポレーション
株式会社（法人番号
8122001015081） 代
表者寺田政登

大阪府大阪市中央区城
見1丁目2番27号

西大阪支店
大阪府大阪市港
区福崎2丁目1番
22

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(放
置違反)が過去1年以内に3件に達した。（1）運転者の指導監督義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2021 3 26
株式会社引越社（法人番
号3120901017854）
代表者井ノ口晃平

東京都江戸川区松本2-
34-6

大阪中央
大阪府守口市八
雲西町3丁目66-1
（2Ｆ）

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(放
置違反)が過去1年以内に3件に達した。（1）運転者の指導監督義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2021 3 26

サンコーEXPRESS株式
会社（法人番号
1120001181867） 代
表者山本信男

大阪府大阪市浪速区木
津川2丁目5番12号

本社
大阪府大阪市浪
速区木津川2丁目
5番12号

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(放
置違反)が過去1年以内に3件に達した。（1）運転者の指導監督義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2021 3 26

関西菱木物流株式会社
（法人番号
8120102001224） 代
表者古川吉雄

大阪府堺市西区菱木2‐
2374‐1

本社
大阪府堺市西区
菱木2－2374‐1

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(放
置違反)が過去1年以内に3件に達した。（1）運転者の指導監督義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2021 3 26
株式会社池田運送（法人
番号6122001022542）
代表者池田一也

大阪府八尾市刑部1丁目
338番地

本社
大阪府八尾市西
久宝寺694番地2
号

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(放
置違反)が過去1年以内に3件に達した。（1）運転者の指導監督義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

2 0

貨物 2021 3 26

有限会社日吉津土建(法
人番号
2270002008104） 代
表者松本吉弘

鳥取県西伯郡日吉津村
大字日吉津199-6

本社営業所
鳥取県西伯郡日
吉津村大字日吉
津199-6

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第1項及び
同条第4号

令和2年7月16日、死亡事故を端緒として監査を実施。3件の違反が認め
られた。(1)乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、(2)乗務等の記録事項義務違
反（安全規則第8条第1項）、(3)運行記録計による記録義務違反（安全
規則第9条）

0 0

貨物 2021 3 26
美東運送有限会社(法人
番号6250002015370）
代表者田辺克己

山口県周南市大字徳山
5283-1

本社営業所
山口県周南市大
字徳山字栄谷
5281-1

許可の取消し
貨物自動車運送事業
法第32条

運輸支局において現地調査を行った結果、所在不明事業者であって相
当の期間事業を行っていないと認められたもの。

- -

貨物 2021 3 26

有限会社今井産業運輸
(法人番号
3250002002850） 代
表者今井徳幸

山口県防府市大字台道
字西津々路越442番8

本社営業所
山口県防府市大
字台道字西津々
路越442番8

許可の取消し
貨物自動車運送事業
法第32条

運輸支局において現地調査を行った結果、所在不明事業者であって相
当の期間事業を行っていないと認められたもの。

- -

タクシー 2021 3 26
池袋交通株式会社（法人
番号1011401000495）
代表者金真黙

東京都板橋区幸町48-13 本社営業所
東京都板橋区幸
町48-13

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第３８条第
１項

令和3年3月26日、駐停車違反があった旨公安委員会からの通知を端緒
として調査を実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監
督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

2 0

乗合バス 2021 3 26
船木鉄道株式会社(法人
番号6250001003987)
代表者田中敬一

山口県宇部市船木980番
地

船木
山口県宇部市大
字船木柿ノ木田
977番地1号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和2年9月4日及び令和3年3月8日、重傷事故を端緒として監査を実
施。5件の違反が認められた。(1)乗務員台帳の作成義務違反(旅客自動
車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第37条第1項)、(2)乗務員台帳
の記載事項義務違反(運輸規則第37条第1項)、(3)運転者に対する指導監
督の記録義務違反(運輸規則第38条第1項)、(4)特定の運転者に対する特
別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(5)特定の運転者に対する適
性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)

0 0

貨物 2021 3 29

株式会社篠原運輸（法人
番号５４３０００１０５
７３０６） 代表者篠原
嘉都三

北海道登別市栄町３丁
目１６番地１２

本社営業所
北海道登別市栄
町３丁目１６番
地１２

輸送施設の使用停止
（９０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
９条第１項法第９条
第３項後段、法第１
７条第１項第１号、
法第１７条第４項

令和２年１０月２１日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況
を端緒として監査を実施。１１件の違反が認められた。（１）事業計
画変更認可義務違反［自動車車庫の位置及び収容能力］（貨物自動車
運送事業法施行規則（以下「施行規則」）第２条第１項第４号）、
（２）事業計画変更認可義務違反［乗務員の休憩・睡眠施設の位置及
び収容能力］（施行規則第２条第１項第５号）、（３）事業計画事後
届出義務違反［主たる事務所の名称及び位置の変更］（施行規則第７
条第１項第１号）、（４）事業計画事後届出義務違反［営業所又は荷
扱所の名称、位置（利用運送のみに係るもの及び運輸局長が指定する
区域内におけるものに限る。）の変更］（施行規則第７条第１項第３
号）、（５）乗務時間等の基準の遵守義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、（６）点呼の実
施義務違反（安全規則第７条第１項、第３項）、（７）点呼の記録義
務違反（安全規則第７条第５項）、（８）点呼の記録の改ざん・不実
記載（安全規則第７条第５項）、（９）運行指示書の作成、指示又は
携行義務違反（安全規則第９条の３第１項から３項）、（１０）運転
者台帳の記載事項義務違反（安全規則第９条の５第１項）、（１１）
運行管理者に対する指導監督義務違反（安全規則第２２条）

9 9

貨物 2021 3 29

有限会社ＡＰセンター
（法人番号
6360002008512）代表
者比嘉正利

沖縄県那覇市小禄2-8-
11

本社営業所
沖縄県那覇市小
禄2-8-11

輸送施設の使用停止
（10日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和2年11月13日、18日、適正化実施期間が行った巡回指導の評価結果
を勘案し監査実施。4件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守
違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4
項）、(2)定期点検整備等の未実施（安全規則第3条の2）、(3)運転者台
帳の記載事項等の不備(安全規則第9条の5第1項）、(4)運転者に対する
指導及び監督違反（安全規則第10条第1項）

1 1

貨物 2021 3 30

有限会社 キャリムトラ
ンス（法人番号
1040002021691）代表
者：草野 勝晴

千葉県船橋市栄町１－
２１－１８

本社
東京都江東区新
木場１－１７－
４

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年9
月29日、監査を実施。2件の違反が認められた。（1）運転者に対する
指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、
（2）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第2項）

0 0



貨物 2021 3 30
有限会社なかの（法人番
号6190002015476) 代
表者中野高男

三重県松阪市久保町
1855番地709

本社営業所
三重県松阪市久
保町1855-709

輸送施設の使用停止
（140日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

令和元年9月30日及び令和2年7月9日､関係機関からの情報を端緒とし
て､監査を実施｡15件の違反が認められた｡(1)健康診断未受診(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第3条第6項)､(2)定期点検未実施(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第3条の2)､(3)整備管理者の研修受講義務違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条の4)､(4)点呼の実施義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(5)点呼の記録義務違
反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(6)点呼の記録記載事
項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(7)乗務等の記録
記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(8)運行記録計
による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(9)運転
者台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1
項)､(10)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第2項)､(11)特定の運転者に対する運転適性診断未受診
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(12)一般講習受講義務
違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)､(13)運行管理補助
者の要件違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項)､(14)事業
報告書及び事業実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1
項)､(15)運賃料金変更未届出(貨物自動車運送事業法第60条第1項)

14 14

貨物 2021 3 30

イースト運輸有限会社
（法人番号
9120002072190） 代
表者君野東

大阪府寝屋川市高柳6-
1-10

本社
大阪府箕面市石
丸2丁目18-19-
101

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和2年9月18日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。8件の違反
が認められた。(1)「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤
務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、(2)整備管理者の研修
受講義務違反【研修未受講】（安全規則第3条の4）、(3)点呼の実施違
反【未実施】（安全規則第7条第1項及び第2項）、(4)点呼の記録違反
【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、(5)乗務等の記録違反
【記載事項等の不備】（安全規則第8条）、（6）運行記録計による記
録違反【記録】（安全規則第9条）、(7)運行管理者の講習受講義務違反
（安全規則第23条第1項）、(8)補助者の要件違反（安全規則第18条第3
項）

4 4

貨物 2021 3 30

株式会社交通救護セン
タークサカ（法人番号
8140001014969） 代
表者日下一義

兵庫県神戸市北区星和
台7丁目4番地の11

株式会社交
通救護セン
タークサカ

兵庫県三木市吉
川町大沢200番地

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

令和2年8月26日及び同年9月29日、公安委員会からの通報を端緒に監査
を実施。10件の違反が認められた。(1)事業計画変更認可違反【営業所
の位置（運輸局長が指定する区域外に限る。）の違反】（貨物自動車
運送事業法施行規則（以下「施行規則」）第2条第1項第2号）、（2）
事業計画変更認可違反【乗務員の休憩・睡眠施設の位置及び収容能力
違反】（施行規則第2条第1項第5号）、（3）事業計画変更事前届出違
反【各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数違反】（施行規
則第6条第1項第1号）、（4）整備管理者の研修受講義務違反【研修未
受講】（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条
の4）、（5）点呼の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第
5項）、（6）乗務等の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第8
条）、（7）運行記録計による記録違反【記録】（安全規則第9条）、
（8）運転者台帳【記載事項等の不備】（安全規則第9条の5第1項）、
（9）運行管理者の選任及び解任の未届出違反（安全規則第19条）、
(10)36協定の届出がなされていなかった。(労働基準法第36条)

6 6

乗合バス 2021 3 30
神姫バス株式会社（法人
番号6140001059289）
代表者長尾真

兵庫県姫路市西駅前町1
番地

姫路
兵庫県姫路市本
町68番地

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和3年3月5日、事故を引き起こしたことを端緒として監査を実施。1
件の違反が認められた。「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運
転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する指導監
督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

乗合バス 2021 3 30
一畑バス株式会社(法人
番号7280001000972）
代表者福富茂人

島根県松江市西川津町
字下追子1656-1

本社営業所
島根県松江市西
川津町字下追子
1656-1

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和3年3月23日、当該事業者より携帯電話使用運転を行った旨の自己
申告を受けたことを端緒として監査を実施。1件の違反が認められた。
運転者に対する指導監督義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第38
条第1項）

0 0

貸切バス 2021 3 30
市川交通株式会社（法人
番号8021001036156）
代表者 市川正雄

神奈川県平塚市平塚2-
6-18

本社営業所
神奈川県平塚市
中堂53・54

文書警告（処分日車
数50日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第2
項

令和2年11月10日及び令和2年12月8日、定期的な監査を実施。4件の違
反が認められた。(1)運行管理者の選任解任届出違反(道路運送法第23条
第3項)､(2)運転者に対する指導監督等義務違反(旅客自動車運送事業運
輸規則(以下｢運輸規則｣)第38条第1項)､(3)高齢運転者に対する特別な指
導義務違反(運輸規則第38条第2項)､(4)輸送の安全にかかわる公表情報
の報告義務違反(運輸規則第47条の7第1項)

7 5

タクシー 2021 3 31

別府大分合同タクシー株
式会社（法人番号
4320001006506） 代
表者白川憲一

大分県別府市大字鶴見
字野地3682-1

大分営業所
大分県大分市大
字羽田字堀川
1049-1

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和3年3月26日、監査実施。4件の違反が認められた。(1)乗務員台帳
の記載事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規
則」）第37条第1項）、(2)運行管理規程の制定義務違反（運輸規則第
48条の2）、(3)点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条第5項）、
(4)乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第25条）

0 0

貨物 2021 4 1
株式会社高瀬運送（法人
番号6500001009034)
代表者高瀬達夫

愛媛県西条市ひうち字
西ひうち3-20

東四国営業
所

香川県さぬき市
昭和字熊田1310-
1

輸送施設の使用停止
（20日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和3年2月24日及び同年3月3日、利用者等からの苦情等を端緒として
監査を実施したところ、4件の違反が確認された。(1)運転者に対する点
呼が確実になされていなかったこと（貨物自動車運送事業輸送安全規
則（以下「安全規則」）第7条第1項、第2項、第3項）、(2)運転者に対
する点呼の実施が不適切であったこと（安全規則第7条第1項、第2項、
第3項）、(3)運行管理者に対する指導監督が不適切であったこと（安全
規則第22条）、(4)運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切
であったこと（安全規則第7条第5項）

2 2

貸切バス 2021 4 1

大阪卑弥呼観光株式会社
（法人番号
7120101052608） 代
表者山下正志

大阪府河南郡河南町大
一須賀769番地4

本社
大阪府河南郡河
南町大一須賀769
番地4

文書警告（処分日車
数50日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

道路運送法第27条第
3項

令和3年2月25日、法令違反の疑いがあることを端緒として監査を実
施。3件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動
車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第1項)、(2)交替運転者
の配置義務違反(運輸規則第21条第6項)、(3)運行記録計による記録義務
違反【記録なし又は記録の保存なし】(運輸規則第26条第1項)

35 5

貨物 2021 4 6
有限会社熊谷商事（法人
番号2100002037771）
代表者熊谷光剛

長野県下伊那郡高森町
下市田3205－6

本社営業所
長野県下伊那郡
高森町下市田
3205－6

輸送施設の使用停止
（230日車）

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項及び同条
第4項

平成30年12月4日、同年12月18日及び平成31年3月25日、監査実施。9
件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）（2）乗務時
間等告示なお書きの遵守違反（安全規則第3条第4項）（3）疾病、疲労
等のおそれのある乗務（安全規則第3条第6項）（4）点呼の実施義務違
反（安全規則第7条第1項、第2項）（5）運行指示書の記載不備（安全
規則第9条）（6）運転者台帳の作成義務違反（安全規則第9条の5第１
項）（7）運転者台帳の記載不備（安全規則第9条の5第1項）（8）特定
の運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）
（9）整備不良車両等（道路運送車両法第40条、41条、47条）

23 23

貨物 2021 4 6

株式会社イコライザー
（法人番号
5020001113298）代表
者：渡部 等

神奈川県川崎市高津区
新作５－１８－１１

本社

神奈川県川崎市
中原区新城３丁
目４－５ 宮坂
ビル２Ｆ

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

無免許運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年
6月25日、監査を実施。3件の違反が認められた。（1）疾病のおそれの
ある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（2）運転
者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1
項）、（3）初任運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第2項）

1 1



貨物 2021 4 6

洗足池運輸株式会社（法
人番号
6010801006180）代表
者：伊藤 剛

東京都大田区南馬込５
－２１－１０

八王子
東京都八王子氏
北野町５９３－
１９

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条

死亡事故を引き起こしたことを端緒として、令和2年7月21日及び同年8
月4日、監査を実施。7件の違反が認められた。(1)点呼の実施義務違反
等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（2）乗務等の記録事
項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、(3)運行記録
計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、(4)
運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
10条第1項）、（5）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、(6)整備管理者の研修受
講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4）、(7)運行管
理者に対する指導及び監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
22条）

3 3

貨物 2021 4 6

株式会社グンリックロジ
スティクス（法人番号
6013201017005）代表
者：青柳 斉之

東京都千代田区神田美
倉町９

相模原
神奈川県相模原
市緑区根小屋１
７４７－１

輸送施設の使用停止
（115日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

法令違反の疑いがあることを端緒として、令和2年2月27日及び同年6月
11日、監査を実施。9件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の
遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）疾病
のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6
項）、（3）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第7条）、（4）乗務等の記録事項違反 （貨物自動車運送事業輸送安全
規則第8条第1項）、（5）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第10条第1項）、（6）定期点検整備の実施違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2）、（7）整備管理者の研
修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4）、（8）
事業の健全な発達を阻害する競争のうち社会保険等に未加入のもの
（貨物自動車運送事業法第24条の4）、（9）報告義務違反（貨物自動
車運送事業報告規則第2条）

12 12

貨物 2021 4 6

株式会社ベイテックサー
ビス（法人番号
7010601017393）代表
者：寺﨑 辰雄

千葉県船橋市高瀬町４
１－１

本社
千葉県船橋市高
瀬町４１－１

輸送施設の使用停止
（50日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年7
月16日及び同年7月20日、監査を実施。5件の違反が認められた。（1）
点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、
（2）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条
第1項）、（3）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第1項）、（4）運行管理者に対する指導及び監督
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条）、（5）事業計画の変
更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）

5 5

貨物 2021 4 6 湯田 豊親
千葉県市川市塩浜４－
２－３－１４２２

本店

東京都中央区築
地７－１８－２
８ １３１５号
室

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

過積載運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年
12月7日、監査を実施。1件の違反が認められた。（1）過積載運送（貨
物自動車運送事業法第17条第3項）

3 3

タクシー 2021 4 6

東京協同タクシー株式会
社（法人番号
6011401006942） 代
表者 船橋 昌子

東京都板橋区上板橋3-
25-3

本社営業所
東京都板橋区上
板橋3-25-3

輸送施設の使用停止
（10日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第３８条第
２項

令和2年7月7日及び令和2年7月14日、労働局からの通知を端緒として監
査を実施。4件の違反が認められた。(1)新任運転者に対する指導監督義
務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第36条第2項)､(2)
運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(3)高齢運転
者に対する告示で定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､
(4)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)

1 1

タクシー 2021 4 6

サンタクシー株式会社
（法人番号
1020001026768） 代
表者 馬場 正治

神奈川県横浜市中区か
もめ町20

本社営業所
神奈川県横浜市
中区かもめ町20

輸送施設の使用停止
（44日車）

道路運送法第１３条

令和2年8月7日、法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として監査を実
施。3件の違反が認められた。(1)運送引受義務違反(道路運送法第13
条)､(2)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規
則)第38条第1項)､(3)運転者証の返納等義務違反(ﾀｸｼｰ業務適正化特別措
置法第16条1項)

5 5

貸切バス 2021 4 6

日本海観光株式会社（法
人番号
9270001005979） 代
表者笹谷浩正

鳥取県西伯郡南部町阿
賀376番地1

本店営業所
鳥取県西伯郡南
部町阿賀376番地
1

輸送施設の使用停止
（60日車）及び文書
警告

道路運送法（以下
「法」）第9条の2第
1項及び法第27条第
3項

令和元年11月22日及び令和3年2月8日、継続監視の監査対象であること
を端緒として監査を実施。6件の違反が認められた。(1)運賃料金事前届
出・運賃料金変更事前届出違反（法第9条の2第1項）、(2)運送引受書
の記載事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規
則」）第7条の2第1項）、(3)乗務時間等告示の遵守違反（運輸規則第
21条第1項）、(4)乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第25条第2
項）、(5)運行指示書の記載事項義務違反（運輸規則第28条の2第1
項）、(6)乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条第1項）

6 6

貨物 2021 4 7
株式会社アータイ（法人
番号8220001008302）
代表者村中高次郎

石川県金沢市湊2丁目
108番地

本社営業所
石川県金沢市湊2
丁目108番地

輸送施設の使用停止
（110日車）

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項及び同条
第4項

令和2年9月29日、監査実施。7件の違反が認められた。（1）乗務時間
等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）（2）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項、
第2項、第3項）（3）点呼の記録義務違反（安全規則第7条第5項）
（4）点呼の記録記載不備（安全規則第7条第5項）（5）点呼の記録改
ざん・不実記載（安全規則第7条第5項）（6）運行指示書の記載不備
（安全規則第9条の3第1項）（7）運転者に対する指導監督違反（安全
規則第10条第1項）

11 11

貸切バス 2021 4 7

イエスマップ株式会社
(法人番号
6120101029730) 代表
者田嶋輝彦

大阪府堺市堺区鉄砲町
20番地12

本社
大阪府堺市堺区
鉄砲町20番地12

輸送施設の使用停止
(80日車)

道路運送法第27条第
1項

令和2年11月17日、同年11月20日及び同年11月26日、法令違反の疑い
を端緒として監査を実施。5件の違反が認められた。(1)「旅客自動車運
送事業者が事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、
身体又は財産の損害を賠償するために講じておくべき措置の基準を定
める告示」(平成17年国土交通省告示第503号)による損害賠償責任保険
(共済)締結義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)
第19条の2)、(2)疾病、疲労等のおそれのある乗務(運輸規則第21条第5
項)、(3)点呼の記録義務違反【記録なし又は記録の保存なし】(運輸規
則第24条第5項)、(4)運行指示書の作成等義務違反【記載事項等の不
備】(運輸規則第28条の2第1項)、(5)整備管理者の研修受講義務違反(運
輸規則第46条)

16 8

貨物 2021 4 8
有限会社共進運輸（法人
番号1230002006129）
代表者入部邦夫

富山県富山市婦中町上
井沢524－1

本社営業所
富山県富山市婦
中町上井沢524－
1

輸送施設の使用停止
（100日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項

令和3年2月3日、監査実施。1件の違反が認められた。（1）整備不良車
両等（道路運送車両法41条、47条）

10 10

貨物 2021 4 8

クールライン広県有限会
社(法人番号
5240002044438） 代
表者鍋島昌三

広島県福山市曙町2丁目
22番13号

本社営業所
広島県福山市曙
町2丁目22番13号

輸送施設の使用停止
（40日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号及び同条第4項

令和2年1月14日及び同年9月29日、情報提供を端緒として監査を実施。
5件の違反が認められた。(1)疾病・疲労等のおそれのある乗務禁止違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第6
項）、(2)点呼の記録事項義務違反（安全規則第7条第5項）、(3)乗務等
の記録事項義務違反（安全規則第8条第1項）、(4)運行記録計による記
録保存義務違反（安全規則第9条）、(5)運転者台帳の記載事項義務違反
（安全規則第9条の5第1項）

4 4

乗合バス 2021 4 8
船木鉄道株式会社(法人
番号6250001003987）
代表者田中敬一

山口県宇部市船木980番
地

船木
山口県宇部市大
字船木柿ノ木田
977番地1号

輸送施設の使用停止
（10日車）

道路運送法（以下
「法」）第16条第1
項

令和2年12月18日、当該事業者より運行計画に沿わない運行を行った旨
の自己申告を受けたことを端緒として監査を実施。1件の違反が認めら
れた。事業計画及び運行計画に定める業務の確保違反（法第16条第1
項）

1 1

タクシー 2021 4 9
紀北交通株式会社(法人
番号6170001008103)
代表者岩根幸代

和歌山県紀の川市粉河
1514番地の5

本社
和歌山県紀の川
市粉河1514番地
の5

輸送施設の使用停止
(10日車)

道路運送法第27条第
3項

令和2年11月12日、長期未実施を端緒として監査を実施。1件の違反が
認められた。｢旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して
行う指導及び監督の指針｣による運転者に対する指導監督義務違反(旅客
自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

1 1

貨物 2021 4 12
吉美商事株式会社（法人
番号6220001012842）
代表者吉田一幸

石川県能美市大浜町ウ
85－1

本社営業所
石川県能美市大
浜町ウ85－1

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和3年1月25日、監査実施。2件の違反が認められた。（1）運転者台
帳の記載不備（（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第9条の5第1項）（2）運転者に対する指導監督の記録記載不備
（安全規則第10条第1項）

0 0



貨物 2021 4 12
滝宮運送有限会社（法人
番号4470002010871)
代表者山本新吾

香川県綾歌郡綾川町滝
宮215-1

本社営業所
香川県綾歌郡綾
川町滝宮215-1

輸送施設の使用停止
（120日車)及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号、第4項

令和2年7月28日及び同年9月11日、死亡事故を端緒として監査を実施し
たところ、9件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置
が不適切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度を超え、ま
た所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があった
こと（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第
4項）、(2)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、１箇月の拘
束時間の限度を超えて乗務していた者があったこと(安全規則第3条第4
項）、(3)運転者に対する点呼が確実になされていなかったこと（安全
規則第7条第1項、第2項、第3項）、(4)運転者に対する点呼の実施結果
の記録内容が不適切であったこと（安全規則第7条第5項）、(5)運転者
の乗務について定められた事項の記録が不適切であったこと（安全規
則第8条）、(6)運行記録計による記録が確実になされていなかったこと
（安全規則第9条）、(7)事業用自動車の運行の安全を確保するために必
要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと（安全規則第10条
第1項）、(8)高齢運転者に対して事業用自動車の運行の安全を確保する
ために遵守すべき事項についての特別な指導が不適切だったこと（安
全規則第10条第2項）、(9)要件を満たさない者が運行管理者の業務の
補助者として点呼を行っていたこと（安全規則第18条第3項）

12 12

貨物 2021 4 12

長崎県央農業協同組合
（法人番号
6310005004554） 代
表者真壁正二郎

長崎県諫早市栗面町
174-1

波佐見さく
らホール営
業所

長崎県東彼杵郡
波佐見町長野郷
380-8

輸送施設の使用停止
（40日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第2号、法第
17条第4項、道路運
送車両法第48条

令和3年1月22日、監査実施。7件の違反が認められた。(1)(2)定期点検
整備(3月・12月)の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下
「安全規則」)第3条の2、道路運送車両法第48条)、(3)点呼の記録義務
違反(安全規則第7条第5項)、(4)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規
則第9条の5第1項)、(5)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第
1項)、(6)特定運転者に対する特別な指導監督違反（安全規則第10条第
2項）、(7)特定運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第10
条第2項）

7 4

貨物 2021 4 12

株式会社東洋ナビックス
（法人番号
3290001043628） 代表
者吉田洋

福岡県大野城市乙金１
－３－４

本社営業所
福岡県大野城市
乙金１－３－４

輸送施設の使用停止
（40日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第4項

令和2年11月18日、監査実施。9件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(3)点呼
の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(4)点呼の記録事項義務違反(安
全規則第7条第5項)、(5)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、
(6)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(7)運行指示書に
係る（作成、指示、携行）義務違反（安全規則第9条の3第1項)、(8)運
行指示書の記載事項義務違反(安全規則第9条の3第1項)、(9)運転者に対
する指導監督違反(安全規則第10条第1項)

4 4

貨物 2021 4 12
有限会社高尾商会(法人
番号6300002009755)代
表者高尾光博

佐賀県神埼郡吉野ヶ里
町三津１５１５－７

本社営業所
佐賀県神埼郡吉
野ヶ里町三津１
５１５－４８

輸送施設の使用停止
（90日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第17
条第1項第1号、法第
17条第3項、法第17
条第4項、道路運送
法第95条

令和2年11月13日、監査実施。10件の違反が認められた。(1)乗務時間
等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項)、(2)乗務時間等の基準なお書き違反(安全規則第3条
第4項)、(3)過積載運送(貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第3
項)、(4)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(5)点呼の記録事
項義務違反(安全規則第7条第5項)、(6)乗務等の記録事項義務違反(安全
規則第8条)、(7)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(8)
運行指示書に係る（作成、指示、携行）義務違反(安全規則第9条の3第
1項)、(9)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(10)自
動車に関する表示義務違反（道路運送法第95条）

9 9

貨物 2021 4 12

九州名鉄運輸株式会社
(法人番号
2290001047068 )代表者
林立夫

福岡県糟屋郡久山町大
字久原字松浦160

唐津営業所
佐賀県唐津市畑
島字前田5766

輸送施設の使用停止
（120日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和2年11月25日、監査実施。4件の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第7
条)、(2)点呼の記録（改ざん・不実記載）違反(安全規則第7条第5項)、
(3)乗務等の記録（改ざん・不実記載）違反(安全規則第8条)、(4)運行
記録計による記録義務違反(安全規則第9条)

12 12

タクシー 2021 4 12

株式会社銀町タクシー
（法人番号
6350001000446） 代表
者藤野秀之

宮崎県宮崎市大字小松
字前田２６８７番地５
号

本社営業所
宮崎県宮崎市大
字小松字前田２
６８７番地５号

輸送施設の使用停止
（60日車）、文書警
告、文書勧告

道路運送法（以下
「法」）第16条第1
項、法第27条第3項

令和2年12月11日、監査実施。14件の違反が認められた。(1)事業計画
(自動車車庫)に定める業務の確保違反（道路運送法第16条第1項）、(2)
乗務時間等の基準の遵守違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下
「運輸規則」）第21条第1項）、(3)疾病、疲労等のおそれのある乗務
（旅運輸規則第21条第5項）、(4)点呼の実施義務違反（運輸規則第24
条）、(5)点呼の記録義務違反（運輸規則第24条第5項）、(6)乗務等の
記録事項義務違反（運輸規則第25条）、(7)乗務員台帳の作成義務違反
（運輸規則第37条第1項）、(8)乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸
規則第37条第1項）、(9)運転者に対する指導監督違反（運輸規則第38
条第1項）、(10)運転者に対する指導監督の記録保存違反（運輸規則第
38条第1項）、(11)特定運転者に対する特別な指導監督違反（運輸規則
第38条第2項）、(12)特定運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸
規則第38条第2項）、(13)運行管理者の補助者の要件違反（運輸規則第
47条の9第3項）、(14)指導主任者の転任（退任）届出義務違反(運輸規
則第68条第1項第4号)

6 6

貨物 2021 4 13
さくら物流株式会社（法
人番号5480001002802)
代表者大西幸夫

徳島県徳島市東沖洲2-
62

本社営業所
徳島県徳島市南
沖洲5-7-61

輸送施設の使用停止
（30日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号、第4項

令和2年11月27日、労働局と合同で監査を実施したところ、4件の違反
が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所
定の拘束時間及び連続運転時間の限度を超え、また所定の休息期間が
十分確保されない状態で乗務していた者があったこと（貨物自動車運
送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、(2)運転者に
対する点呼が確実になされていなかったこと（安全規則第7条第1項、
第2項、第3項）、(3)運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適
切であったこと（安全規則第7条第5項）、(4)運転者台帳について定め
られた事項の記録が不適切であったこと（安全規則第9条の5第1項）

3 3

貨物 2021 4 13

かけはし急便有限会社
（法人番号
2480002011771)代表者
桃平忠孝

徳島県板野郡板野町那
東字野神元2-1

本社営業所
徳島県板野郡板
野町那東字野神
元2-1

輸送施設の使用停止
（20日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号、第4項

令和2年11月9日及び同年11月25日、労働局と合同で監査を実施したと
ころ、6件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が不
適切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度を超え、また所
定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4
項）、(2)運転者に対する点呼が確実になされていなかったこと（安全
規則第7条第1項、第2項、第3項）、(3)運転者に対する点呼の実施結果
の記録内容が不適切であったこと（安全規則第7条第5項）、(4)運行記
録計による記録が確実になされていなかったこと（安全規則第9条）、
(5)新たに雇い入れした運転者に対して事業用自動車の運行の安全を確
保するために遵守すべき事項についての特別な指導が不適切だったこ
と（安全規則第10条第2項）、(6)新たに雇い入れした運転者に対して
法令で定められた適性診断を受診させていなかったこと（安全規則第
10条第2項）

2 2

貨物 2021 4 13

岡本梱包運輸有限会社
（法人番号
6030002033386）代表
者：猪野 誠

埼玉県狭山市北入曽８
５６－２

本社
埼玉県狭山市大
字北入曽字御狩
場８５６－２

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和2年7月20日、監査
を実施。5件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）点呼の実施義
務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（3）乗務等の
記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（4）
運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10
条第1項）、(5)事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条
第1項）

6 6



貨物 2021 4 13
株式会社協栄運輸（法人
番号3020001000606）
代表者：鎌田 礼子

神奈川県横浜市泉区下
和泉２－２３－１２

本社
神奈川県横浜市
泉区下和泉２丁
目２３－１２

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
法第24条の4

行政処分等を受けたにもかかわらず改善が認められないことを端緒と
して、令和2年7月10日、監査を実施。2件の違反が認められた。（1）
点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(2)
事業の健全な発達を阻害する競争のうち社会保険等に未加入のもの
（貨物自動車運送事業法第24条の4）

14 6

貨物 2021 4 13

株式会社京浜スワロート
ラック（法人番号
6011701016071）代表
者：菊澤 翔

東京都江戸川区中葛西
３－２９－１

本社
神奈川県川崎市
川崎区南渡田町
１－１

輸送施設の使用停止
（110日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

行政処分等を受けたにもかかわらず改善が認められないことを端緒と
して、令和2年7月16日、監査を実施。5件の違反が認められた。（1）
乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第
4項）、（2）点呼の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第7条第5項）、（3）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第10条第1項）、（4）事業計画の変更認可違反（貨
物自動車運送事業法第9条第1項）、（5）報告義務違反（貨物自動車運
送事業報告規則第2条）

16 11

貨物 2021 4 13

株式会社ファーストカー
ゴ千葉（法人番号
4040001049450）代表
者：酒井 貞幸

千葉県八街市吉倉５４
１

本社
千葉県八街市吉
倉５４１

輸送施設の使用停止
（140日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

行政処分等を受けたにもかかわらず改善が認められないことを端緒と
して、令和2年9月10日、監査を実施。7件の違反が認められた。（1）
乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第
4項）、（2）乗務時間等告示のなお書きの遵守違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第3条第4項）、（3）点呼の実施義務違反等（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条）、（4）乗務等の記録事項違反 （貨
物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（5）運行記録計による
記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（6）運行
指示書の作成義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の
3）、（7）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第1項）

17 14

貨物 2021 4 13
有限会社鈴木運輸（法人
番号5040002102876）
代表者：鈴木 康夫

千葉県勝浦市宿戸２６
０－１

本店
千葉県勝浦市宿
戸２６０－１

輸送施設の使用停止
（110日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年9
月9日、監査を実施。5件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の
遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）点呼
の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（3）
乗務等の記録事項違反 （貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1
項）、（4）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第9条）、（5）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第10条第1項）

11 11

貨物 2021 4 13
小林運送株式会社（法人
番号8010701003532）
代表者：樋口 成江

東京都品川区西大井５
－２５－１４

東扇島
神奈川県川崎市
川崎区東扇島２
６－５

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年8
月25日及び同年9月18日、監査を実施。6件の違反が認められた。（1）
乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第
4項）、（2）乗務時間等告示のなお書きの遵守違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第3条第4項）、（3）点呼の実施義務違反等（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条）、（4）乗務等の記録事項違反 （貨
物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（5）運転者に対する指
導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、
（6）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）

3 3

貨物 2021 4 13

株式会社つくばトランス
ポート（法人番号
3050001016343）代表
者：土田 弘

茨城県つくば市大字高
野１２５８－１

本社
茨城県つくば市
大字高野字新山
１２５８－１

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年8
月28日及び同年9月16日、監査を実施。5件の違反が認められた。（1）
乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第
4項）、（2）点呼の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第7条第5項）、（3）乗務等の記録事項違反 （貨物自動車運送事業輸
送安全規則第8条第1項）、（4）)運行記録計による記録義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（5）運転者に対する指導監
督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

8 3

貨物 2021 4 13
有限会社山下運輸（法人
番号2050002043833）
代表者：山下 一男

茨城県筑西市倉持１２
０５－１０

本社
茨城県筑西市倉
持１２０５－１
０

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年10
月1日及び同年10月9日、監査を実施。8件の違反が認められた。（1）
点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、
（2）乗務等の記録義務違反 （貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条
第1項）、（3）乗務等の記録事項違反 （貨物自動車運送事業輸送安全
規則第8条第1項）、（4）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第9条）、（5）運転者に対する指導監督違反等
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（6）定期点検整
備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2）、（7）整
備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条
の4）、(8)運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第23条第1項）

4 4

貨物 2021 4 13

株式会社エフティ物流
（法人番号
9040001050016）代表
者：牧 慎也

千葉県佐倉市上志津原
２３９

野田
千葉県野田市七
光台８０－１－
１０３

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年8
月28日、監査を実施。4件の違反が認められた。（1）点呼の実施義務
違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（2）運転者に対
する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1
項）、（3）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1
項）、（4）事業計画事後届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3
項）

3 3

貨物 2021 4 13

埼玉丸善運輸有限会社
（法人番号
9030002102808）代表
者：井坂 宏

埼玉県川口市大字赤井
１０８１－１０

本社
埼玉県川口市大
字赤井１０８１
－１０

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

過積載運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年
11月27日、監査を実施。1件の違反が認められた。（1）過積載運送
（貨物自動車運送事業法第17条第3項）

3 3

タクシー 2021 4 13

株式会社国際興業大阪
(法人番号
4120001200005) 代表
者山本康夫

大阪府大阪市住吉区浅
香1丁目1-10

我孫子
大阪府大阪市住
吉区浅香1丁目1-
10

輸送施設の使用停止
(44日車)

道路運送法(以下｢
法｣)第13条

令和2年10月30日、苦情を端緒として調査を実施。1件の違反が認めら
れた。運送引受義務違反(法第13条)

5 5

タクシー 2021 4 13

大和自動車株式会社（法
人番号
9010601004175） 代
表者澤田林三郎

東京都江東区猿江2-16-
27

本社営業所
東京都江東区猿
江2-16-27

輸送施設の使用停止
（60日車）

道路運送車両法第５
８条第１項

令和2年8月6日、法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として監査を実
施。2件の違反が認められた。(1)定期点検整備の未実施(道路運送車両
法(以下､車両法)第48条)､(2)無車検運行(車両法第58条第1項)

6 6

タクシー 2021 4 13

みかさ交通株式会社（法
人番号
4021001043197） 代
表者山口義之

神奈川県横須賀市久里
浜1-2-19

本社営業所
神奈川県横須賀
市久里浜1-2-19

輸送施設の使用停止
（80日車）

道路運送法第１３条

令和2年8月28日、法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として監査を
実施。4件の違反が認められた。(1)運送引受義務違反(道路運送法第13
条)､(2)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則
(以下､運輸規則)第38条第1項)､(3)高齢運転者に対する告示で定める特
別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､(4)高齢運転者に対する適性
診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)

8 8

乗合バス 2021 4 13

函館バス株式会社（法人
番号１４４０００１００
１７３７） 代表者森健
二

北海道函館市高盛町１
０番１号

日吉営業所
北海道函館市日
吉町４丁目７番
１２号

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

令和３年３月１１日、車内事故を端緒に監査を実施。１件の違反が認
められた。（１）運転者に対する指導及び監督不適切（運輸規則第３
８条第１項）。

0 0

貨物 2021 4 14
株式会社領山（法人番号
3350001009036）代表
者山領綱春

宮崎県北諸県郡三股町
大字長田2336番地1

本社営業所
宮崎県北諸県郡
三股町大字長田
字霧島待1481

輸送施設の使用停止
（40日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣)第17
条第1項第1号、法第
17条第4項

令和2年11月27日、監査実施。5件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(3)運転
者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(4)特定運転者に対す
る特別な指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(5)特定運転者に対する
適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)

11 11



タクシー 2021 4 14

有限会社新和タクシー
（法人番号
2290802003319） 代
表者田籠久也

福岡県北九州市小倉北
区井堀3丁目6-32

新和営業所
本社

福岡県北九州市
小倉北区井堀3丁
目6-32

輸送施設の使用停止
（241日車）、文書警
告

道路運送法（以下｢
法｣）第23条第3項、
法第27条第3項、法
第29条の3、法第30
条第2項、道路運送
車両法第48条、道路
運送車両法第52条

令和2年12月22日、監査実施。25件の違反が認められた。(1)運行管理
者の選任（解任）未届出違反（法第23条第3項）、(2)苦情処理の記録
の記録義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第3
条第2項）、(3)運賃・料金・運送約款の公示義務違反（運輸規則第4条
第1項）、(4)運賃・料金の額の事業用自動車内への表示義務違反（運輸
規則第4条第3項）、(5)乗務時間等の基準の遵守違反（運輸規則第21条
第1項）、(6)疾病、疲労等のおそれのある乗務（運輸規則第21条第5
項）、(7)点呼の実施義務違反（運輸規則第24条）、(8)点呼の記録義務
違反（運輸規則第24条第5項）、(9)点呼の記録事項義務違反（運輸規
則第24条第5項）、(10)乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第25
条）、(11)事故の記録事項不備違反(運輸規則第26条の2）、(12)乗務員
台帳の作成義務違反（運輸規則第37条第1項）、(13)乗務員台帳の記載
事項義務違反（運輸規則第37条第1項）、(14)運転者に対する指導監督
違反（運輸規則第38条第1項）、(15)運転者に対する指導監督の記録違
反（運輸規則第38条第1項）、(16)特定運転者に対する特別な指導監督
違反（運輸規則第38条第2項）、(17)特定運転者に対する適性診断受診
義務違反（運輸規則第38条第2項）、(18)全従業員に対する指導監督違
反(運輸規則第38条第5項)、(19)運転者に対する地理、応接の指導監督
違反（運輸規則第39条）、(20)整備管理者の選任（変更）未届出違反
（運輸規則第45条、道路運送車両法第52条）、(21)定期点検整備の実
施違反（運輸規則第45条、道路運送車両法第48条）、(22)運行管理者
の補助者の要件違反（運輸規則第47条の9第3項）、(23)運行管理規程

25 25

貨物 2021 4 15
三栄急送株式会社（法人
番号7420001010627）
代表者佐藤知香

青森県黒石市大字浅瀬
石字稲村34番地5

本社営業所
青森県黒石市大
字浅瀬石字稲村
34番地6

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第4項

令和2年7月30日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実施した
結果、2件の違反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第3条第4項）、
（2）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）

8 6

貨物 2021 4 15

株式会社ライズエキスプ
レス（法人番号
8011801020707） 代
表者加藤悟

東京都足立区南花畑3丁
目10番14号

仙台営業所
宮城県仙台市宮
城野区中野4丁目
1-23

輸送施設の使用停止
（70日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和2年10月1日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実施した
結果、3件の違反が認められた｡（1）点呼の実施義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第7条第1項）、（2）運行記
録計による記録義務違反［不実記録］（安全規則第9条）、（3）運転
者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）

7 7

貨物 2021 4 15
株式会社忠功（法人番号
5200002007828） 代
表者中世古富弘

岐阜県各務原市鵜沼羽
場町5-155-1

富山営業所
富山県富山市婦
中町広田4298-1

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
9条第3項、第17条
第1項及び同条第4項

令和2年10月20日、監査実施。6件の違反が認められた。（1）事業計画
変更事前届出違反（貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項）（2）
乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下
「安全規則」）第3条第4項）（3）点呼の実施義務違反（安全規則第7
条第1及び第2項）（4）点呼の記録義務違反（安全規則第7条第5項）
（5）点呼の記録記載不備（安全規則第7条第5項）（6）運転者台帳の
記載不備（安全規則第9条の5第1項）

1 1

タクシー 2021 4 15

株式会社仙台タクシー
（法人番号
6370001004486） 代
表者佐々木昌二

宮城県仙台市若林区卸
町東5丁目2番38号

本社営業所
宮城県仙台市若
林区卸町東5丁目
2番地21号

輸送施設の使用停止
（10日車）

道路運送法第27条第
3項

令和3年2月4日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、1件の違
反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反（旅客自動車
運送事業運輸規則第38条第1項）

1 1

貸切バス 2021 4 16

仙台西観光秋泉バス株式
会社（法人番号
5370001018479） 代
表者小笠原美紀

宮城県仙台市太白区秋
保町湯向4番地の1

本社営業所
宮城県仙台市太
白区秋保町湯向4
番地の1

文書警告(処分日車数
10日車のため、一般
貸切旅客自動車運送
事業者に対する行政
処分等の基準3.(6)に
よる)

道路運送法第27条第
3項

令和2年11月26日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、2件の
違反が認められた｡（1）運送引受書の交付義務違反（旅客自動車運送
事業運輸規則（以下｢運輸規則｣）第7条の2第1項）、（2）運転者に対
する指導監督義務違反（運輸規則第38条第1項）

1 1

貨物 2021 4 19
山川運輸株式会社（法人
番号2390001004629）
代表者山川敏彦

山形県天童市大字蔵増
1748番地の1

本社営業所
山形県天童市大
字蔵増1748番地
の1

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和3年1月12日及び13日、監査方針を端緒として監査を実施した結
果、2件の違反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第10条第1
項）、（2）運転者に対する指導監督の記録違反（安全規則第10条第1
項）

0 0

貨物 2021 4 19

有限会社マルタカ運輸
（法人番号
1390002002574） 代
表者手塚隆幸

山形県山形市大字長谷
堂2775番地1

本社営業所
山形県山形市大
字長谷堂2775番
地1

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和3年2月17日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、1件の違
反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2021 4 19

株式会社フェリスウィー
ル（法人番号
2080401016916) 代表
者濵﨑優一

静岡県磐田市小立野440
番地6

本社営業所
静岡県磐田市小
立野440番地6

輸送施設の使用停止
(100日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和2年11月12日､重傷事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡6件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)点呼の実施義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録不実記
載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(4)運転者に対する指
導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(5)輸
送の安全にかかわる情報の公表義務違反(貨物自動車運送事業法第24条
の3)､(6)事業報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項)

10 10

貨物 2021 4 19

マルハチ工業株式会社
（法人番号
8180001075009) 代表
者森山博臣

岐阜県可児市大森1685
番地1

本社営業所
岐阜県可児市大
森笹洞1685-1

輸送施設の使用停止
(100日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第2号

令和2年9月24日､死亡事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡11件の違反が認められた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運
送事業法施行規則第2条第1項第2号)､(2)事業計画の変更認可違反(貨物
自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)､(3)事業計画の変更認可違
反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第5号)､(4)点呼の実施義
務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(5)点
呼の記録不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(6)運
行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､
(7)運転者台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条
の5第1項)､(8)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第9条の5第1項)､(9)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(10)特定の運転者に対する指導
義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(11)特定の運
転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
10条第2項)

10 10

乗合バス 2021 4 19
阪急バス株式会社(法人
番号6120901019848)
代表者井波洋

大阪府池田市井口堂1丁
目9番21号

柱本
大阪府高槻市柱
本1丁目5番地1号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和3年3月5日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。｢旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対し
て行う指導及び監督の指針｣による運転者に対する指導監督義務違反(旅
客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

4 0

貨物 2021 4 20
株式会社山翔（法人番号
2180301024892) 代表
者山田慎治

愛知県名古屋市守山区
新守山406番地

本社営業所
愛知県名古屋市
守山区新守山406
番地

輸送施設の使用停止
(90日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和2年9月8日､公安委員会からの通知を端緒として､監査を実施｡4件の
違反が認められた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法
施行規則第2条第1項第4号)､(2)配置車両数違反(貨物自動車運送事業法
施行規則第6条第1項第1号)､(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(4)点呼の記録不実記載(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)

9 9



貨物 2021 4 20

株式会社サヌキエクスプ
レス（法人番号
7470001011364)代表者
髙瀬宏之

香川県東かがわ市川東
5-1

本社営業所
香川県東かがわ
市川東5-1

輸送施設の使用停止
（30日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号、第4項

令和2年10月15日及び同年10月26日、労働局からの通報を端緒として
監査を実施したところ、5件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止
に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間の限
度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務してい
た者があったこと（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）、(2)運転者の過労防止に関する措置が不適切であ
り、１箇月の拘束時間の限度を超えて乗務していた者があったこと
（安全規則第3条第4項）、(3)運転者に対する点呼が確実になされてい
なかったこと（安全規則第7条第1項、第2項、第3項）、(4)運転者に対
する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと（安全規則第7条
第5項）、(5)運転者台帳について定められた事項の記録が不適切であっ
たこと（安全規則第9条の5第1項）

3 3

貨物 2021 4 20
株式会社丸里商店（法人
番号8030001072334）
代表者：土屋 崇

埼玉県比企郡滑川町月
の輪７－５－２

本社
埼玉県比企郡滑
川町月の輪７－
５－２

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

過積載運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和3年
1月14日、監査を実施。1件の違反が認められた。（1）過積載運送（貨
物自動車運送事業法第17条第3項）

3 3

貨物 2021 4 20

ヒカリ産業株式会社(法
人番号
4260001005539） 代
表者長田義満

岡山県岡山市東区松新
町678-11

早島物流セ
ンター

岡山県都窪郡早
島町矢尾838

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和3年3月8日、情報提供を端緒として監査を実施。3件の違反が認め
られた。(1)点呼の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則（以下「安全規則」）第7条第5項）、(2)乗務等の記録事項義務違反
（安全規則第8条第1項）、(3)運転者台帳の記載事項義務違反（安全規
則第9条の5第1項）

0 0

タクシー 2021 4 20
鳩タクシー株式会社(法
人番号2120001125410)
代表者馬場毅

大阪府大阪市生野区巽
西2-15-25

本社
大阪府大阪市生
野区巽西2丁目15
番25号

輸送施設の使用停止
(40日車)

道路運送法(以下｢
法｣)第13条

令和2年10月28日、苦情を端緒として調査を実施。1件の違反が認めら
れた。運送引受義務違反(法第13条)

4 4

タクシー 2021 4 20

日本リース株式会社（法
人番号
6013401002038） 代
表者 松原 一正

東京都稲城市百村1043-
5

新木場営業
所

東京都江東区新
木場1-2-9

輸送施設の使用停止
（5日車）

道路運送車両法第４
８条

令和2年9月8日及び令和2年9月29日、車両火災事故を引き起こしたこと
を端緒として監査を実施。1件の違反が認められた。(1)定期点検整備の
未実施(道路運送車両法第48条)

1 1

タクシー 2021 4 20

日本交通横浜株式会社
（法人番号
2020001098229） 代
表者 金田 隆司

神奈川県横浜市戸塚区
名瀬町1152

大和営業所
神奈川県大和市
桜森2-2-20

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第２１条第
１項

令和3年3月11日、法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として監査を
実施。2件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(旅客
自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第21条第1項)､(2)運転者に対
する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)

0 0

貨物 2021 4 21

有限会社きくまる商事
（法人番号
8400002006872） 代
表者菊地勇記

岩手県紫波郡矢巾町大
字広宮沢第3地割421番
地

本社営業所
岩手県紫波郡矢
巾町大字広宮沢
第3地割421番地

輸送施設の使用停止
（210日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第8
条第1項、法第17条
第1項1号、法第17
条第4項、法第24条
の4

令和1年12月23日、令和2年10月20日及び令和3年2月22日、監査方針を
端緒として監査を実施した結果、9件の違反が認められた｡（1）自動車
車庫の位置及び収容能力違反（貨物自動車運送事業法施行規則（以下｢
施行規則｣）第2条第1項第4号）、（2）乗務時間等の基準の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第3条第4
項）、（3）点呼の記録義務違反（安全規則第7条第5項）、（4）乗務
等の記録義務違反［不実記載］（安全規則第8条）、（5）運行記録計
による記録義務違反［不実記録］（安全規則第9条）、（6）運行指示
書の作成義務違反（安全規則第9条の3第1項）、（7）運転者に対する
指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）、（8）運行管理者の講習
受講義務違反（安全規則第23条第1項）、（9）事業の適確な遂行に係
る遵守義務違反（施行規則第14条第2号）

21 21

貨物 2021 4 21

ワイエスライン株式会社
（法人番号
2180301022112） 代
表者大林由昇

愛知県豊橋市藤並町字
相生2番地1

長野営業所
長野県上伊那郡
箕輪町東箕輪
5273－5

事業停止（30日間）

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項及び第18
条第１項及び同条第
3項

令和2年9月11日、監査実施。3件の違反が認められた。（1）整備管理
者の選任（変更）の未届出、虚偽届出（道路運送車両法第52条）（2）
運行管理者の選任違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安
全規則」）第18条第1項）（3）運行管理者の解任の未届出、虚偽届出
（安全規則第19条）

30 30

タクシー 2021 4 22
太陽交通株式会社（法人
番号2110001007799）
代表者佐藤友紀

新潟県新潟市北区葛塚
4836番地2

本社営業所
新潟県新潟市北
区葛塚字正尺
4836番地2

輸送施設の使用停止
（60日車）

道路運送法第27条第
3項

令和2年9月28日、監査実施。3件の違反が認められた。（1）運転者に
対する指導監督違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規
則」）第38条第1項）（2）運転者に対する指導監督に係る記録義務違
反（運輸規則第38条第1項）（3）運行管理者に対する指導監督違反
（運輸規則第48条の3）

6 6

タクシー 2021 4 22
東海交通株式会社（法人
番号8180001020204)
代表者犬飼高生

愛知県名古屋市中川区
尾頭橋3丁目18番地13号

本社営業所
愛知県名古屋市
中川区尾頭橋3丁
目18番地13号

輸送施設の使用停止
(40日車)及び文書警
告

旅客自動車運送事業
運輸規則第24条第1
項及び第2項

令和2年12月17日、重傷事故を引き起こしたことを端緒として、監査を
実施。5件の違反が認められた。(1)点呼の実施義務違反(旅客自動車運
送事業運輸規則第24条第1項及び第2項)､(2)点呼の実施不適切(旅客自動
車運送事業運輸規則第24条第1項及び第2項)､(3)事故の記録記載事項の
不備(旅客自動車運送事業運輸規則第26条の2)､(4)運転者に対する指導
監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)､(5)補助者の
要件違反(旅客自動車運送事業運輸規則第47条の9第3項)

10 4

タクシー 2021 4 22 須原修治（須原交通)
愛知県名古屋市熱田区
二番二丁目

須原交通
愛知県名古屋市
熱田区二番二丁
目

輸送施設の使用停止
(20日車)

ﾀｸｼｰ業務適正化特別
措置法施行規則第31
条

令和2年12月21日、関係機関からの情報を端緒として、監査を実施。1
件の違反が認められた。(1)個人ﾀｸｼｰ事業者乗務証の記載事項の訂正義
務違反(ﾀｸｼｰ業務適正化特別措置法施行規則第31条)

2 2

タクシー 2021 4 22
株式会社寺山自動車（法
人番号8080101004843)
代表者寺山隆

静岡県伊豆市柏久保
621-5

本社営業所
静岡県伊豆市柏
久保625-2

輸送施設の使用停止
(70日車)及び文書警
告

旅客自動車運送事業
運輸規則第3条第2項

令和2年10月21日、重傷事故を引き起こしたことを端緒として、監査を
実施。11件の違反が認められた。(1)苦情処理の記録記載事項不備(旅客
自動車運送事業運輸規則第3条第2項)､(2)点呼の記録記載事項不備(旅客
自動車運送事業運輸規則第24条第5項)､(3)乗務等の記録記載事項不備
(旅客自動車運送事業運輸規則第25条第3項)､(4)事故の記録記載事項の
不備(旅客自動車運送事業運輸規則第26条の2)､(5)乗務員台帳の記載事
項等不備(旅客自動車運送事業運輸規則第37条第1項)､(6)運転者に対す
る指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)､(7)運
転者に対する指導監督記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38
条第1項)､(8)特定の運転者に対する指導義務違反(旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第2項)､(9)特定の運転者に対する運転適性診断未受診
(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)､(10)運行管理規程の記載事
項不適切(旅客自動車運送事業運輸規則第48条の2第1項)､(11)社会保険
等未加入(道路運送法第30条第2項)

7 7

貨物 2021 4 23
有限会社立川実業（法人
番号8200002002883)
代表者立川浩

岐阜県岐阜市岩地2丁目
18番7号

本社営業所
岐阜県加茂郡富
加町大山字北野
1005-1

輸送施設の使用停止
(30日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和2年10月29日､監査方針に基づき､監査を実施｡4件の違反が認められ
た｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第
1項第4号)､(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
7条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第5項)､(4)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第8条)

3 3

貨物 2021 4 23

岐阜第一物流有限会社
（法人番号
8200002009425) 代表
者本庄利彦

岐阜県瑞穂市十九条
326-1

本社営業所
岐阜県瑞穂市十
九条字石塚326-1

輸送施設の使用停止
(50日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和2年10月1日､監査方針に基づき､監査を実施｡8件の違反が認められ
た｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第
1項第4号)､(2)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第4項)､(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第7条第1項及び第2項)､(4)点呼の記録記載事項不備(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)乗務等の記録記載事項不備(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(6)運行記録計による記録義務違
反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(7)運転者台帳の記載事項
等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(8)事業実績
報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項)

5 5



貨物 2021 4 23

有限会社荒木資材運輸
(法人番号
2280002011619） 代
表者影山勝

島根県仁多郡奥出雲町
下阿井1778

雲南営業所
島根県雲南市木
次町里方1078番
地2

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第1項及び
同条第4項

令和2年2月14日、死亡事故を端緒として監査を実施。8件の違反が認め
られた。(1)乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、(2)点呼の実施義務違反（安
全規則第7条第1項及び第2項）、（3）点呼の記録義務違反（安全規則
第7条第5項）、(4)点呼の記録事項義務違反（安全規則第7条第5項）、
(5)運転者台帳の記載事項義務違反（安全規則第9条の5第1項）、(6)運
転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）、(7)特定の
運転者に対する特別な指導義務違反（安全規則第10条第2項）、(8)特
定の運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）

0 0

タクシー 2021 4 23
都タクシー株式会社(法
人番号7130001030472)
代表者筒井政善

京都府向日市寺戸町
久々相20-9

上鳥羽
京都府京都市南
区上鳥羽塔ノ本
30-2

文書警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(駐
停車違反)が過去一年以内に3件に達した。｢旅客自動車運送事業者が事
業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針｣による運転者に
対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

貸切バス 2021 4 23
有限会社東和交通（法人
番号9240002033503）
代表者神田健治

広島県呉市海岸1丁目7-
8

八景山
広島県呉市焼山
中央2丁目2番地
16号

輸送施設の使用停止
（240日車）及び文書
警告

道路運送法（以下
「法」）第12条第1
項及び法第27条第3
項

令和元年10月31日及び同年11月26日、継続監視の監査対象であること
を端緒として監査を実施。16件の違反が認められた。(1)運賃料金の掲
示義務違反（法第12条第1項）、(2)運送引受書の作成・交付義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第7条の2第1
項）、(3)運送引受書の記載事項義務違反（運輸規則第7条の2第1
項）、(4)点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条第5項）、(5)乗務
等の記録事項義務違反（運輸規則第25条第2項）、(6)運行記録計によ
る記録義務違反（運輸規則第26条第1項）、(7)運行指示書の記載事項
義務違反（運輸規則第28条の2第1項）、(8)運行指示書の保存義務違反
（運輸規則第28条の2第2項）、(9)乗務員台帳の作成義務違反（運輸規
則第37条第1項）、(10)乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第37
条第1項）、(11)運転者に対する指導監督義務違反（運輸規則第38条第
1項）、(12)運転者に対する指導監督の記録義務違反（運輸規則第38条
第1項）、(13)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反（運輸規則
第38条第1項）、(14)特定の運転者に対する特別な指導義務違反（運輸
規則第38条第2項）、(15)特定の運転者に対する適性診断受診義務違反
（運輸規則第38条第2項）、(16)整備管理者の研修受講義務違反（運輸
規則第46条）

24 24

タクシー 2021 4 26

株式会社敷浪タクシー
（法人番号
4220001015814） 代
表者源野正和

石川県羽咋郡宝達志水
町敷浪ホ90-2

本社営業所
石川県羽咋郡宝
達志水町敷浪ホ
90-2

輸送施設の使用停止
（10日車）

道路運送法第27条第
3項

令和2年10月26日、監査実施。1件の違反が認められた。（1）特定の運
転者に対する適性診断受診義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第
38条第2項）

1 1

乗合バス 2021 4 26

株式会社敷浪タクシー
（法人番号
4220001015814） 代
表者源野正和

石川県羽咋郡宝達志水
町敷浪ホ90-2

本社営業所
石川県羽咋郡宝
達志水町敷浪ホ
90-2

輸送施設の使用停止
（10日車）

道路運送法第27条第
3項

令和2年10月26日、監査実施。1件の違反が認められた。（1）特定の運
転者に対する適性診断受診義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第
38条第2項）

1 1

貨物 2021 4 27

有限会社ＤＥＥＰ ＩＭ
ＰＡＣＴ（法人番号
8020002075832）代表
者：安藤 敏幸

神奈川県横浜市青葉区
美しが丘西３－６３－
１－２０３

本社

神奈川県横浜市
青葉区美しが丘
西３－６３－１
－２０３

輸送施設の使用停止
（120日車）

貨物自動車運送事業
法第24条の4

法令違反の疑いがあることを端緒として、令和2年8月31日及び同年9月
18日、監査を実施。12件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の
遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）乗務
時間等告示のなお書きの遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第3条第4項）、（3）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第7条）、（4）乗務等の記録事項違反 （貨物自動車運送事業
輸送安全規則第8条第1項）、（5）運行指示書の作成義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第9条の3）、（6）運行指示書の記載事項義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3）、（7）運転者台
帳の記載事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1
項）、（8）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第1項）、（9）定期点検整備の実施違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第3条の2）、（10）運行管理者に対する指導及
び監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条）（11）事業計
画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、（12）事業
の健全な発達を阻害する競争のうち社会保険等に未加入のもの（貨物
自動車運送事業法第24条の4）

12 12

貨物 2021 4 27

ふそう陸送 株式会社
（法人番号
6020001071462）代表
者：磯部 芳治

神奈川県川崎市幸区鹿
島田３丁目６－４４

横浜
神奈川県横浜市
港北区日吉６－
９－３２

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

死亡事故を引き起こしたことを端緒として、令和2年10月8日、監査を
実施。6件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）点呼の実施義務違
反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（3）運転者に対す
る指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、
（4）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3
条の2）、（5）事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第
3項）、（6）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）

1 1

貨物 2021 4 27

株式会社フロンティア
（法人番号
5021001061603） 代
表者三上里佳子

神奈川県横浜市金沢区
鳥浜町１－１

本社

神奈川県横浜市
金沢区鳥浜町１
－１ 関連棟３
階２８－Ｄ

輸送施設の使用停止
（100日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第5項

法令違反の疑いがあることを端緒として、令和2年10月21日及び同年11
月6日、監査を実施。4件の違反が認められた。（1）点呼の記録義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）、（2）乗務等の記
録義務違反 （貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（3）
運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9
条）、（4）初任運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第2項）

10 10

タクシー 2021 4 27
有限会社ディマンド(法
人番号2140002015006)
代表者青田英子

兵庫県神戸市須磨区妙
法寺字上野路1068

本社
兵庫県神戸市須
磨区妙法寺字上
野路1068番

輸送施設の使用停止
(88日車)

道路運送法(以下
「法」)第13条

令和2年12月14日、苦情を端緒として調査を実施。1件の違反が認めら
れた。運送引受義務違反(法第13条)

14 9

タクシー 2021 4 27

有限会社ヤジタ交通
（法人番号
9030002107815） 代
表者 新井 雅夫

埼玉県川口市戸塚3-20-
27

本社営業所
埼玉県川口市戸
塚3-20-27

輸送施設の使用停止
（111日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第２１条第
５項

令和2年7月10日及び令和2年7月29日並びに令和2年10月2日、救護義務
違反があった旨公安委員会からの通知を端緒として監査を実施。10件
の違反が認められた。(1)運行管理者の選任解任未届出違反(旅客自動車
運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第68条第1項)､(2)健康状態の把握義
務違反(運輸規則第21条第5項)､(3)点呼の実施等義務違反(運輸規則第24
条)､(4)乗務員台帳の作成義務違反(運輸規則第37条第1項)､(5)乗務員台
帳の備付け義務違反(運輸規則第37条第1項)､(6)運転者に対する指導監
督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(7)高齢運転者に対する告示で定め
る特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､(8)高齢運転者に対する
適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)､(9)整備管理者の選任､解
任の未届出(道路運送車両法第52条)､(10)事業の健全な発達を阻害する
競争(道路運送法第30条第2項)

12 12

タクシー 2021 4 27
錨自動車株式会社（法人
番号9010901001005）
代表者 高橋 克弘

東京都世田谷区新町1-
32-10

本社営業所
東京都世田谷区
新町1-32-10

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第３８条第
１項

令和3年1月5日及び令和3年3月25日、法令違反の疑いがある旨の情報を
端緒として監査を実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対する指
導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

乗合バス 2021 4 27
江若交通株式会社(法人
番号9160001000693)
代表者安積正彦

滋賀県大津市本堅田6丁
目29番18号

堅田営業所
滋賀県大津市本
堅田6丁目29番地
18号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和3年3月10日及び同年3月16日、公安委員会からの通報を端緒として
監査を実施。1件の違反が認められた。｢旅客自動車運送事業者が事業
用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針｣による運転者に対
する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0



乗合バス 2021 4 27

京成バスシステム株式会
社（法人番号
4040001021590） 代
表者 宮本貴史

千葉県船橋市栄町1-10-
10

本社営業所
千葉県船橋市栄
町1-10-10

輸送施設の使用停止
（10日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和2年8月17日及び令和2年8月21日、労働局からの通知を端緒に監査
を実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反
(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

1 1

乗合バス 2021 4 27

サンデン交通株式会社
（法人番号
8250001005486） 代
表者河内秀夫

山口県下関市羽山町3番
3号

彦島
山口県下関市彦
島塩浜町1丁目5
番地8

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和3年1月21日及び同年4月23日、重傷事故を端緒として監査を実施。
1件の違反が認められた。運転者に対する指導監督の記録事項義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

1 0

貨物 2021 5 6
藤商運輸株式会社（法人
番号2210001007269)
代表者藤野栄美子

福井県あわら市下番47-
20-1

本社営業所
福井県あわら市
下番47字南梨木
泓20-1

輸送施設の使用停止
（25日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和2年9月14日及び令和2年9月18日､監査方針に基づき､監査を実施｡7
件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)定期点検未実施(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第3条の2)､(3)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第7条第5項)､(4)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)乗務等の記録記載事項不備(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第8条)､(6)運行記録計による記録義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(7)事業報告書及び事業実績
報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項)

3 3

貨物 2021 5 6

ＵＮＩ－ｃａｓｔ株式会
社（法人番号
3180001078569) 代表
者服部吉信

愛知県春日井市桃山町
二丁目250番地1

中部営業所
愛知県常滑市ｾﾝﾄ
ﾚｱ1丁目2-201

輸送施設の使用停止
（50日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和2年11月25日､監査方針に基づき､監査を実施｡7件の違反が認められ
た｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第
1項第4号)､(2)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第4項)､(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第7条第1項及び第2項)､(4)点呼の記録記載事項不備(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)運行記録計による記録義務違
反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(6)特定の運転者に対する
運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､
(7)事業実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項)

5 5

貨物 2021 5 6
有限会社サンフジ（法人
番号4080102008277)
代表者谷口幸司

静岡県伊豆市修善寺
674-5

本社営業所
静岡県伊豆市修
善寺674番地の5

輸送施設の使用停止
（90日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第2号

令和2年9月29日､関係機関からの情報を端緒として､監査を実施｡7件の
違反が認められた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法
施行規則第2条第1項第2号)､(2)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運
送事業法施行規則第2条第1項第5号)､(3)乗務時間等基準告示の遵守違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(4)点呼の記録記載事項
不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)運行記録計によ
る記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(6)運行記録
計による記録改ざん(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(7)運転
者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第
1項)

9 9

タクシー 2021 5 6
伊豆交通株式会社（法人
番号1080101013272)
代表者森下徳孝

静岡県伊東市鎌田508番
地の1

伊東営業所
静岡県伊東市鎌
田字海立508番地
1号

輸送施設の使用停止
（50日車）及び文書
警告

道路運送法施行規則
第15条第1項第5号

令和2年11月6日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として、監査を
実施。12件の違反が認められた。(1)配置車両数違反(道路運送法施行規
則第15条第1項第5号)､(2)乗務時間等基準告示の遵守違反(旅客自動車運
送事業運輸規則第21条第1項)､(3)点呼の実施義務違反(旅客自動車運送
事業運輸規則第24条第1項及び第2項)､(4)点呼の記録記載事項不備(旅客
自動車運送事業運輸規則第24条第5項)､(5)乗務等の記録記載事項不備
(旅客自動車運送事業運輸規則第25条第3項)､(6)事故の記録記載事項の
不備(旅客自動車運送事業運輸規則第26条の2)､(7)乗務員台帳の作成､備
付義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第37条第1項)､(8)乗務員台帳
の記載事項等不備(旅客自動車運送事業運輸規則第37条第1項)､(9)特定
の運転者に対する指導義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第
2項)､(10)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(旅客自動車運送事
業運輸規則第38条第2項)､(11)運行管理規程の記載事項不適切(旅客自動
車運送事業運輸規則第48条の2第1項)､(12)輸送の安全にかかわる情報
の公表義務違反(道路運送法第29条の3)

9 5

タクシー 2021 5 6
伊豆交通株式会社（法人
番号1080101013272)
代表者森下徳孝

静岡県伊東市鎌田508番
地の1

八幡野営業
所

静岡県伊東市八
幡野字小峯久保
416番地の2

輸送施設の使用停止
（40日車）及び文書
警告

道路運送法施行規則
第15条第1項第5号

令和2年11月19日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として、監査を
実施。5件の違反が認められた。(1)配置車両数違反(道路運送法施行規
則第15条第1項第5号)､(2)点呼の実施義務違反(旅客自動車運送事業運輸
規則第24条第1項及び第2項)､(3）運転者に対する指導監督義務違反(旅
客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)､(４)特定の運転者に対する指
導義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)､(５)特定の運転
者に対する運転適性診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第
2項)

9 4

貨物 2021 5 7
株式会社友喜輸送（法人
番号9200001018847)
代表者市耒廣隆

岐阜県加茂郡坂祝町深
萱166番地11

本社営業所
岐阜県加茂郡坂
祝町深萱166番地
11

輸送施設の使用停止
（70日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第2号

令和2年10月15日､監査方針に基づき､監査を実施｡12件の違反が認めら
れた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条
第1項第2号)､(2)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規
則第2条第1項第4号)､(3)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1項第5号)､(4)事業計画事後届出違反(貨物自動車運
送事業法施行規則第7条第1項第1号)､(5)乗務時間等基準告示の遵守違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(6)点呼の実施義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)､
(7)点呼の実施不適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び
第2項並びに第3項)､(8)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条第5項)､(9)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第9条の3第1項)､(10)運転者台帳の作成義務違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(11)特定の運転者に対す
る指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(12)特
定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第2項)

7 7

貨物 2021 5 7
有限会社大福梱包（法人
番号7180002069415)
代表者小出明

岐阜県加茂郡富加町大
平賀後平1496番16､18

本社営業所
岐阜県加茂郡富
加町大平賀後平
1496番16

輸送施設の使用停止
（70日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和2年9月7日､監査方針に基づき､監査を実施｡8件の違反が認められ
た｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第
1項第4号)､(2)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第4項)､(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第7条第1項及び第2項)､(4)点呼の記録義務違反(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)点呼の記録記載事項不備(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(6)乗務等の記録記載事項不備(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(7)運転者台帳の記載事項等不備
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(8)社会保険等未加
入(貨物自動車運送事業法第24条の4)

7 7



貨物 2021 5 7
株式会社新栄重機（法人
番号6180001075943)
代表者今村政宏

愛知県小牧市常普請1-
127

郷西事務セ
ンター

愛知県小牧市郷
西町1番1

輸送施設の使用停止
（20日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第1項及び第2項

令和2年11月17日､死亡事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡6件の違反が認められた｡(1)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(2)運転者台帳の作成義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(3)運転者に対する
指導監督記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第
1項)､(4)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第2項)､(5)特定の運転者に対する運転適性診断未受診
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(6)事業報告書及び事
業実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項)

2 2

貨物 2021 5 7

有限会社ツバサロジス
ティック（法人番号
1180002060445) 代表
者荒木祐之

愛知県名古屋市北区清
水五丁目32番11号

本社営業所
愛知県西春日井
郡豊山町大字豊
場字諏訪139番1

輸送施設の使用停止
（40日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和2年11月19日及び令和2年12月11日､労働局からの通報を端緒とし
て､監査を実施｡8件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守
違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)点呼の実施義務
違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3
項)､(3)点呼の実施不適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項
及び第2項並びに第3項)､(4)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条第5項)､(5)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第7条第5項)､(6)運行記録計による記録義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第9条)､(7)運行指示書の作成義務違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)､(8)運行管理者の解任届出
違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条)

4 4

貨物 2021 5 7
磯部興業株式会社（法人
番号1180001011572)
代表者磯部文洋

愛知県名古屋市北区稚
児宮通1-50

いなべ営業
所

三重県いなべ市
大安町南金井
2571番地1

輸送施設の使用停止
（30日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法施行規則第6条第1
項第1号

令和2年11月17日､監査方針に基づき､監査を実施｡5件の違反が認められ
た｡(1)配置車両数違反(貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1
号)､(2)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第4項)､(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条第1項及び第2項)､(4)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第9条の3第1項)､(5)輸送の安全にかかわる情報の公
表義務違反(貨物自動車運送事業法第24条の3)

3 3

貨物 2021 5 10
有限会社富岳輸送（法人
番号9080102014808)
代表者保科恵子

静岡県富士市富士岡
1791-3

本社営業所
静岡県富士市富
士岡字寺屋敷
1791-3

輸送施設の使用停止
（20日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和2年12月15日､死亡事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡9件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)定期点検未実施(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第3条の2)､(3)点呼の記録義務違反(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第7条第5項)､(4)点呼の記録記載事項不備(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)運転者台帳の記載事項等不備
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(6)運転者に対する
指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(7)
運転者に対する指導監督記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第10条第1項)､(8)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第10条第2項)､(9)特定の運転者に対する運転適性診
断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)

2 2

貨物 2021 5 10
有限会社リバップ（法人
番号3090002008971)
代表者高井靖雄

山梨県笛吹市境川町石
橋26-3

静岡営業所
静岡県焼津市吉
永2096-1

輸送施設の使用停止
（20日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和2年10月23日､監査方針に基づき､監査を実施｡5件の違反が認められ
た｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第4項)､(2)一の運行の勤務時間遵守違反(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第4項)､(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条第1項及び第2項)､(4)点呼の記録記載事項不備(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)運転者台帳の記載事項等不
備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)

2 2

貨物 2021 5 10

大和中央陸運株式会社
（法人番号
8150001013755）代表
者辰巳貴昭

奈良県大和高田市三和
町13-44

本社
奈良県大和高田
市三和町13-44

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和2年11月5日及び同年11月19日、関係機関からの情報を端緒に監査
を実施。4件の違反が認められた。(1)「貨物自動車運送事業の事業用自
動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、
（2）点呼の実施違反【未実施】（安全規則第7条第1項、第2項）、(3)
乗務等の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第8条）、(4)運行記
録計による記録違反【記録】（安全規則第9条）

2 2

貨物 2021 5 10
日本郵便株式会社(法人
番号1010001112577)
代表者衣川和秀

東京都千代田区大手町2
丁目3番地1号

臼杵郵便局
大分県臼杵市大
字臼杵字浜2丁目
107-712

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第2
号、道路運送車両法
第58条第1項

令和3年2月9日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)無車検運行違
反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2､道路運送車両法58条第1
項)

- -

タクシー 2021 5 10

株式会社オリーブキャブ
大阪(法人番号
8120001104219) 代表
者高橋昌良

大阪府大阪市淀川区三
津屋南1丁目1番26号

南
大阪府大阪市淀
川区三津屋南1-
1-26

文書警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法108条の34の規定に基づく通知件数(駐停
車違反)が過去一年以内に3件に達した。｢旅客自動車運送事業者が事業
用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針｣による運転者に対
する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

2 0

タクシー 2021 5 10

近鉄タクシー株式会社
(法人番号
3120001023118) 代表
者市村隆憲

大阪府大阪市天王寺区
上本町9丁目4番17号

大阪総合
大阪府大阪市天
王寺区上本町9丁
目4番17号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法108条の34の規定に基づく通知件数(放置
駐車違反)が過去一年以内に3件に達した。｢旅客自動車運送事業者が事
業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針｣による運転者に
対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

貨物 2021 5 11

株式会社ＡＵＴＯ・Ｍ２
（法人番号
8050001030208） 代
表者中村 雅樹

茨城県常総市豊岡町乙
１９１０－３

本社
茨城県つくばみ
らい市小絹６４
－３－１０３

輸送施設の使用停止
（50日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年10
月6日及び同年10月26日、監査を実施。5件の違反が認められた。
（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第3条第4項）、（２）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条）、（３）運行記録計による記録義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第9条）、（４）運転者に対する指導監督違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（５）事業計画の
変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）

5 5

貨物 2021 5 11
成増運輸株式会社（法人
番号4011401004898）
代表者中西 亮介

東京都板橋区赤塚新町
３－１７－２

本社
埼玉県和光市白
子４－５－１５

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年8
月27日及び同年9月10日、監査を実施。6件の違反が認められた。
（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第3条第4項）、（２）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条）、（３）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第8条第1項）、（４）運行記録計による記録義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（５）運転者に対する指
導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（６）
定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の
2）

11 4

貨物 2021 5 11

伸栄総合物流株式会社
（法人番号
8040001045660） 代
表者松野 学

千葉県成田市大清水２
１４－１３

本社
千葉県成田市大
清水２１４－１
３

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

公安委員会からの通知を端緒として、令和2年11月12日及び同年11月
27日、監査を実施。 3件の違反が認められた。（１）乗務時間等告示
の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（２）
点呼の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5
項）、（３）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第1項）

2 2



貨物 2021 5 11
須田運輸有限会社（法人
番号4070002020440）
代表者須田 豊

群馬県伊勢崎市境伊与
久３５８７－１

本社
群馬県伊勢崎市
境伊与久３５８
７－１

輸送施設の使用停止
（120日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和2年9月17日及び同
年10月23日、監査を実施。11件の違反が認められた。（１）点呼の実
施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（２）乗務
等の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、
（３）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第9条）、（４）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第1項）、（５）定期点検整備の実施違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条の2）、（６）事業計画の変更認可
違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、（７）事業の適確な遂行
に係る遵守事項のうち社会保険等に未加入のもの（貨物自動車運送事
業法第24条の4）、（８）損害賠償の支払い能力確保義務違反（貨物自
動車運送事業法第24条の4）、（９）報告義務違反（貨物自動車運送事
業報告規則第2条）、（１０）運賃及び料金の未届出（貨物自動車運送
事業報告規則第2条の2）、（１１）自動車に関する表示義務違反（道
路運送法第95条）

12 12

貨物 2021 5 11
株式会社下館環境（法人
番号6060001014938）
代表者潮田 安弘

栃木県小山市駅東通り
２－３９－１１

本社
栃木県小山市駅
東通り２－３９
－１１

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和2年9月17日及び同
年11月9日、監査を実施。8件の違反が認められた。（１）乗務時間等
告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、
（２）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条）、（３）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第8条第1項）、（４）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第9条）、（５）運転者に対する指導監督違反等
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（６）定期点検整
備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2）、（７）
報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）、（８）自動車に
関する表示義務違反（道路運送法第95条）

2 2

貨物 2021 5 11

ヒカリ産業株式会社(法
人番号
4260001005539） 代
表者長田義光

岡山県岡山市東区松新
町678-11

築港営業所
岡山県岡山市南
区築港元町13-21

文書警告

道路運送車両法（以
下「法」）第52条及
び貨物自動車運送事
業法第17条第4項

令和3年3月10日及び同年5月7日、死亡事故を端緒として監査を実施。4
件の違反が認められた。(1)整備管理者の選任（変更）届出違反（法第
52条）、(2)点呼の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則（以下「安全規則」）第7条第5項）、(3)乗務等の記録事項義務違反
（安全規則第8条第1項）、(4)運転者台帳の記載事項義務違反（安全規
則第9条の5第1項）

0 0

貨物 2021 5 12
大東実業株式会社（法人
番号4011401003990）
代表者石上恒明

東京都板橋区新河岸1-
7-2

金沢営業所
石川県金沢市湊2
丁目176番地2

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項及び同条
第4項

令和2年11月12日、監査実施。4件の違反が認められた。（1）乗務時間
等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）（2）点呼の記録義務違反（安全規則第7条第5項）
（3）点呼の記録記載不備（安全規則第7条第5項）（4）乗務等の記録
記載不備（安全規則第8条）

1 1

タクシー 2021 5 12

大阪神鉄豊中タクシー株
式会社(法人番号
7120001059538) 代表
者野澤史朗

大阪府大阪市淀川区野
中南1丁目4番7号

本社
大阪府大阪市淀
川区野中南1丁目
4番7号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和3年4月22日、労働局からの通報を端緒として監査を実施。1件の違
反が認められた。｢旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項の規定に
基づき、事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準｣の
遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項)

0 0

貸切バス 2021 5 14

株式会社中央タクシー
（法人番号
6420001011452） 代
表者山田和男

青森県三沢市中央町2丁
目7番23号

本社営業所
青森県三沢市中
央町2丁目7番23
号

輸送施設の使用停止
（80日車）及び文書
警告

道路運送法第27条第
3項

令和2年12月7日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、5件の違
反が認められた｡（1）疾病･疲労等のおそれのある乗務（旅客自動車運
送事業運輸規則（以下｢運輸規則｣）第21条第5項）、（2）運転者に対
する指導監督義務違反（運輸規則第38条第1項）、（3）運転者に対す
る指導監督の記録違反（運輸規則第38条第1項）、（4）高齢運転者に
対する指導義務違反（運輸規則第38条第2項）、（5）高齢運転者に対
する適性診断受診義務違反（運輸規則第38条第2項）

8 8

貨物 2021 5 17
有限会社内海商運(法人
番号2260002014697）
代表者内海英樹

岡山県岡山市中区桑野
308番地

本社営業所
岡山県岡山市中
区桑野308

輸送施設の使用停止
（70日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
9条第1項、同条第3
項後段、法第17条第
1項第1号、同条第4
項及び法第18条第1
項

令和2年2月13日及び同年7月6日、情報提供を端緒として監査を実施。
11件の違反が認められた。（1）事業計画の変更認可違反（貨物自動車
運送事業法施行規則（以下「施行規則」）第2条第1項第5号）、（2）
事業計画の変更事後届出違反（施行規則第7条第1項第3号）、（3）乗
務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下
「安全規則」）第3条第4項）、（4）乗務時間等告示のなお書き遵守違
反（安全規則第3条第4号）、（5）疾病・疲労等のおそれのある乗務禁
止違反（安全規則第3条第6項）、（6）点呼の実施義務違反（安全規則
第7条第1項、第2項及び第3項）、（7）点呼の記録事項義務違反（安全
規則第7条第5項）、（8）運転者台帳の記載事項義務違反（安全規則第
9条の5第1項）、（9）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第
10条第1項）、（10）運転者に対する指導監督の記録義務違反（安全規
則第10条第1項）、（11）運行管理補助者の要件違反（安全規則第18条
第3項）

7 7

タクシー 2021 5 17

株式会社せとうちタク
シー（法人番号
3470001006021) 代表
者楠木寿嗣

香川県高松市城東町1-
1-49

本社営業所
香川県高松市城
東町1-1-49

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和3年5月13日、公安委員会からの通報を端緒として監査を実施した
ところ、1件の違反が確認された。(1)事業用自動車の運行の安全を確保
するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと（旅
客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

貨物 2021 5 18
有限会社鴫原商事（法人
番号6060002004574）
代表者野﨑 千春

栃木県宇都宮市宿郷１
－１６－１５

鶴田

栃木県宇都宮市
鶴田町１０１７
－２ アイラン
ドC １０２号室

輸送施設の使用停止
（115日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

行政処分等を受けたにもかかわらず改善が認められないことを端緒と
して、令和2年8月24日及び同年9月7日、監査を実施。11件の違反が認
められた。（１）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第6項）、（２）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第7条）、（３）運行記録計による記録義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（４）運転者に対する指
導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（５）
定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の
2）、（６）点検整備記録簿の保存義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条の2）、（７）整備管理者の研修受講義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条の4）、（８）運行管理者の講習受講
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項）、（９）運
行管理補助者の要件違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3
項）、（１０）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）、
（１１）自動車に関する表示義務違反（道路運送法第95条）

24 12

貨物 2021 5 18

ダイワ運輸株式会社（法
人番号
1140001005025） 代
表者木村 泰文

兵庫県神戸市西区玉津
町水谷４１０

厚木
神奈川県愛甲郡
愛川町中津字大
塚１７４５－１

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の4

労働局からの通報を端緒として、令和2年10月30日、監査を実施。4件
の違反が認められた。（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（２）点呼の記録事項違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）、（３）運転者に対する
指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、
（４）整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条の4）

1 1



貨物 2021 5 18

有限会社エム・ティー・
ジー足利（法人番号
2060002037941） 代
表者茂木 敏弘

栃木県足利市山川町４
７－１０

茨城

茨城県古河市東
諸川６８－１０
カーサヴェル
ディ１－２０２

輸送施設の使用停止
（50日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年10
月27日及び同年11月17日、監査を実施。8件の違反が認められた。
（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第3条第4項）、（２）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第6項）、（３）点呼の実施義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第7条）、（４）運行記録計による記録義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（５）運転者に対する指
導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、
（６）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第2項）、（７）事業計画の変更認可違反（貨物
自動車運送事業法第9条第1項）、（８）事業計画事後届出違反（貨物
自動車運送事業法第9条第3項）

5 5

貨物 2021 5 18

株式会社長谷川サービス
（法人番号
9040001032757） 代
表者長谷川 一久

千葉県船橋市金杉３－
４－７

本社
千葉県市川市南
大野１－３９－
２４

輸送施設の使用停止
（100日車）

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

行政処分等を受けたにもかかわらず改善が認められないことを端緒と
して、令和2年11月9日、監査を実施。5件の違反が認められた。（１）
乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第
4項）、（２）点呼の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第7条第5項）、（３）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第8条第1項）、（４）運行管理者に対する指導及び監督違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条）、（５）事業計画の変
更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）

29 10

貨物 2021 5 18
湘南建設株式会社（法人
番号5020001004002）
代表者定山 宗一

神奈川県横浜市金沢区
鳥浜町１１－８

本社
神奈川県横浜市
金沢区鳥浜町１
１－８

輸送施設の使用停止
（50日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

死亡事故を引き起こしたことを端緒として、令和2年11月13日及び同年
11月25日、監査を実施。8件の違反が認められた。（１）乗務時間等告
示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、
（２）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3
条第6項）、（３）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第7条）、（４）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第8条第1項）、（５）運転者に対する指導監督違反等（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（６）初任・高齢運転
者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項）、（７）初任・高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（８）運行管理補助者の
要件違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項）

5 5

貨物 2021 5 18
丸勝運輸有限会社（法人
番号1060002030492）
代表者小室 勝男

栃木県下野市薬師寺２
８６６－３

本社
栃木県下野市薬
師寺２８６６－
３

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の2

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和2年11月11日、監査
を実施。2件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（２）定期点検整
備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2）

2 2

貨物 2021 5 18

報徳流通システム株式会
社（法人番号
7060001001803） 代
表者石川 秋十

栃木県宇都宮市南大通
り４－１－２

本社
栃木県宇都宮市
屋板町３３６－
２

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和2年9月25日及び同
年10月14日、監査を実施。3件の違反が認められた。（１）疾病のおそ
れのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、
（２）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第10条第1項）、（３）初任運転者に対する適性診断受診義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）

4 4

貨物 2021 5 18
上尾流通有限会社（法人
番号9030002052953）
代表者清水 文雄

埼玉県上尾市本町４－
２－９

本社
埼玉県上尾市本
町４－２－９

輸送施設の使用停止
（70日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和2年9月9日及び同年
10月8日、監査を実施。12件の違反が認められた。（１）疾病のおそれ
のある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（２）
点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、
（３）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条
第1項）、（４）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条）、（５）運転者に対する指導監督違反等（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（６）初任・高齢運転者に
対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項）、（７）初任・高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（８）事業計画の変更認
可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、（９）事業計画（営業
所の位置）事後届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）、（１
０）事業計画（主たる事務所の位置）事後届出違反（貨物自動車運送
事業法第9条第3項）、（１１）報告義務違反（貨物自動車運送事業報
告規則第2条）、（１２）運賃及び料金の未届出（貨物自動車運送事業
報告規則第2条の2）

7 7

貨物 2021 5 18

株式会社エシックス（法
人番号
6010001120187） 代
表者中村 美明

東京都中央区日本橋１
－２－１５

本社
千葉県八街市四
木４１８

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和3年4
月19日、監査を実施。3件の違反が認められた。（１）疾病のおそれの
ある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（２）運
転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10
条第1項）、（３）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2
条）

0 0

貨物 2021 5 18

株式会社ネットワーク
コーポレーション（法人
番号8120901025167）
代表者樋上久代

大阪府豊中市名神口1-
5-2

本社
大阪府豊中市名
神口1-5-2

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(駐
停車違反)が過去一年以内に3件に達した。（1）運転者の指導監督義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2021 5 18

株式会社サカイ引越セン
ター（法人番号
6120101002720）代表
者田島哲康

大阪府堺市堺区石津北
町56

港支社
大阪府大阪市西
区川口4丁目9番
28号

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(駐
停車違反)が過去一年以内に3件に達した。（1）運転者の指導監督義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2021 5 18

アートコーポレーション
株式会社（法人番号
8122001015081）代表
者寺田政登

大阪府大阪市中央区城
見1丁目2番27号

南大阪支店
大阪府岸和田市
土生町2丁目9番
28号

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(駐
停車違反)が過去一年以内に3件に達した。（1）運転者の指導監督義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2021 5 18
池島運輸株式会社（法人
番号4122001000558）
代表者川口均

大阪府東大阪市昭和町
20番10号

本社
大阪府東大阪市
昭和町20番10号

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(駐
停車違反)が過去一年以内に3件に達した。（1）運転者の指導監督義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2021 5 18

株式会社やまひろ運輸
(法人番号
7240001024843 ） 代
表者野崎泰司

広島県安芸高田市八千
代町上根318

本社営業所
広島県安芸高田
市八千代町大字
上根318

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号及び同条第4項

令和3年4月20日、健康起因による事故を惹起したことを端緒として監
査を実施。4件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、
（2）点呼の記録事項義務違反（安全規則第7条第5項）、（3）乗務等
の記録事項義務違反（安全規則第8条第1項）、（4）運転者に対する指
導監督の記録事項義務違反（安全規則第10条第1項）

0 0



貨物 2021 5 18

株式会社ユニットロード
田島（法人番号
7330001012640）代表
者脇田昭彦

熊本県菊池郡大津町大
字杉水1205番地3

佐賀営業所
佐賀県神埼郡吉
野ヶ里町石動字
西二本杉2718-1

輸送施設の使用停止
（100日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第1項第2号、
法第17条第4項、法
第24条、道路運送車
両法第49条3項

令和3年2月5日、監査実施。12件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規
則」)第3条第4項)、(2)乗務時間等の基準なお書き違反(安全規則第3条
第4項)、(3)定期点検整備記録簿の保存義務違反(安全規則第3条2号、道
路運送車両法第49条)、(4)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(5)点
呼の記録義務違反(第7条第5項)、(6)点呼の記録事項義務違反(安全規則
第7条第5項)、(7)運行指示書に係る（作成、指示、携行）義務違反(安
全規則第9条の3第1項)、(8)運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条
の5第1項)、(9)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1
項)、(10)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(11)運
転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反(安全規則第
10条第1項)、(12)自動車事故報告規則に規定する事故届出違反（法第
24条）

10 10

貸切バス 2021 5 18

有限会社富士交通（法人
番号1040002030115）
代表者 運輸規則第３８
条第１項

千葉県八千代市吉橋字
西内野1834-21

本社営業所
千葉県八千代市
吉橋字西内野
1834-21

輸送施設の使用停止
（70日車）

道路運送法第9条の2
第1項

令和2年10月7日、定期的な監査を実施。4件の違反が認められた。(1)
運賃料金変更事前届出違反(道路運送法(以下｢運送法｣)第9条の2第1項)､
(2)事業計画の事前変更届出違反(運送法第15条第3項)､(3)点呼の記録事
項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第24条第5
項)､(4)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)

7 7

貨物 2021 5 20

関東重機運送有限会社
（法人番号
7080102004182) 代表
者田村誠治

静岡県裾野市石脇78-1 本社営業所
静岡県裾野市石
脇78-1

事業停止(7日間)及び
輸送施設の使用停止
(140日車)並びに文書
警告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和2年6月23日及び令和2年10月30日､公安委員会からの通知を端緒と
して､監査を実施｡16件の違反が認められた｡(1)事業計画の変更認可違
反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)､(2)事業計画の変
更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第5号)､(3)定期
点検未実施(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)､(4)過積載運行
禁止違反(貨物自動車運送事業法第17条第3項)､(5)過積載運行容認違反
(貨物自動車運送事業法第17条第3項)､(6)点呼の実施義務違反(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(7)点呼の記録記載事項
不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(8)点呼の記録不実
記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(9)乗務等の記録記
載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(10)運転者台帳の
作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(11)運
転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5
第1項)､(12)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第1項)､(13)運転者に対する導監督記録義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(14)特定の運転者に対する指
導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(15)特定の
運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第10条第2項)､(16)事業報告書及び事業実績報告書未提出(貨物自動車運
送事業法第60条第1項)

14 14

貨物 2021 5 20
有限会社イムラ運送（法
人番号2080002009253)
代表者井邑利行

静岡県静岡市清水区横
砂1437-1

本社営業所
静岡県静岡市清
水区横砂字永面
1437-1

輸送施設の使用停止
（240日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和元年12月17日､監査方針に基づき､監査を実施｡13件の違反が認めら
れた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条第4項)､(2)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第3条第6項)､(3)定期点検未実施(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3
条の2)､(4)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条
第1項及び第2項並びに第3項)､(5)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(6)乗務等の記録義務違反(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第8条)､(7)運行記録計による記録義務違反(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(8)運行指示書の作成義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)､(9)運転者台帳の記
載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(10)運
転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10
条第1項)､(11)運転者に対する指導監督記録義務違反(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第1項)､(12)特定の運転者に対する指導義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(13)特定の運転者に対
する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項)

24 24

貨物 2021 5 20
大川陸運株式会社（法人
番号4470001000799)
代表者後藤耕司

香川県高松市朝日町5-
14-4

国分寺営業
所

香川県高松市国
分寺町新名1785-
2

輸送施設の使用停止
（40日車）文書警告

貨物自動車運送事業
法第9条第1項、第
17条第1項、第4項

令和3年1月27日及び同年2月10日、死亡事故を端緒として監査を実施し
たところ、6件の違反が確認された。(1)自動車車庫の位置及び収容能力
に係る事業計画変更認可を受けていなかったこと（貨物自動車運送事
業法施行規則第2条第1項第4号）、(2)運転者の過労防止に関する措置
が不適切であり、所定の拘束時間の限度を超え、また所定の休息期間
が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと（貨物自動車
運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、(3)運転者
の過労防止に関する措置が不適切であり、１箇月の拘束時間の限度を
超えて乗務していた者があったこと（安全規則第3条第4項）、(4)運転
者に対する点呼が確実になされていなかったこと（安全規則第7条第1
項、第2項、第3項）、(5)運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が
不適切であったこと（安全規則第7条第5項）、(6)運転者台帳について
定められた事項の記録が不適切であったこと（安全規則第9条の5第1
項）

4 4

貨物 2021 5 20

樫野商事株式会社（法人
番号６４３０００１０６
６０２５） 代表者樫野
幸浩

北海道苫小牧市字沼ノ
端２５５番地の２０

本社営業所
北海道苫小牧市
沼ノ端中央４丁
目５－６

輸送施設の使用停止
（７０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項第１
号、法第１７条第４
項、法第２４条、法
第２４条の４

令和２年１１月１８日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況
を端緒として監査を実施。１０件の違反が認められた。（１）乗務時
間等の基準の遵守義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下
「安全規則」）第３条第４項）、（２）疾病・疲労等のおそれのある
乗務（安全規則第３条第６項）、（３）点呼の実施不適切（安全規則
第７条第１項、第２項、第３項）、（４）乗務等の記録事項義務違反
（安全規則第８条）、（５）事故の記録義務違反（安全規則第９条の
２）、（６）運行指示書の記載事項義務違反（安全規則第９条の３第
１項）、（７）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第１０条
第１項）、（８）特定運転者に対する特別な指導義務違反（安全規則
第１０条第２項）、（９）事故の届出義務違反（貨物自動車運送事業
法第２４条）、（１０）損害賠償支払能力確保義務違反（貨物自動車
運送事業施行規則第１４条）

7 7

タクシー 2021 5 20

第一共栄交通株式会社
（法人番号１４６０００
１００１０４１） 代表
者増子康夫

北海道釧路郡釧路町字
光和１丁目２番地

本社営業所
北海道釧路郡釧
路町字光和１丁
目２番地

輸送施設の使用停止
（２０日車）及び文
書警告

道路運送法第２７条
第３項

令和３年２月１日及び令和３年２月２日、公安委員会からの通報等を
端緒として監査を実施。３件の違反が認められた。（１）乗務員台帳
の記載事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規
則」）第３７条第１項）、（２）特定運転者に対する適性診断受診義
務違反（運輸規則第３８条第２項）、（３）整備管理者の研修受講義
務違反（運輸規則第４６条）

2 2

乗合バス 2021 5 20
福井鉄道株式会社（法人
番号2210001011931)
代表者村田治夫

福井県越前市北府2丁目
5番20号

嶺北営業所
福井県越前市北
府2丁目6番4号

輸送施設の使用停止
（40日車）

道路運送法第16条第
1項

令和3年1月22日、監査方針に基づき、監査を実施。2件の違反が認めら
れた。(1)事業計画に定める業務の確保違反(道路運送法第16条第1項)､
(2)運行管理者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則
第48条の3)

6 4

乗合バス 2021 5 20
三重交通株式会社（法人
番号7190001001047)
代表者竹谷賢一

三重県津市中央1番1号 伊勢営業所
三重県伊勢市神
田久志本町1500
番地1

輸送施設の使用停止
（20日車）

道路運送法第16条第
1項

令和2年11月25日、監査方針に基づき、監査を実施。2件の違反が認め
られた。(1)事業計画に定める業務の確保違反(道路運送法第16条第1
項)､(2)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則
第38条第1項)

3 2



乗合バス 2021 5 20

伊豆箱根バス株式会社
（法人番号
8080101005354) 代表
者新宅広樹

静岡県三島市大場300番
地

三島バス営
業所

静岡県三島市多
呂56番地の1

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和3年1月22日、監査方針に基づき、監査を実施。1件の違反が認めら
れた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規
則第38条第1項)

0 0

貨物 2021 5 21
日酸運輸株式会社（法人
番号8021001013543）
代表者廣瀬 英明

神奈川県相模原市中央
区宮下３－１２－１４

小山
栃木県小山市大
字横倉新田字溜
南４７０－２７

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和3年4
月15日、監査を実施。2件の違反が認められた。（１）運転者に対する
指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、
（２）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3
条の2）

0 0

貨物 2021 5 21

株式会社トーカイロジ
テック（法人番号
3130001010825）代表
者多喜端康弘

京都府京都市山科区勧
修寺南大日31番地

福知山
京都府福知山市
長田野町二丁目
39番5

輸送施設の使用停止
（100日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和2年10月27日、公安委員会からの通知を端緒に監査を実施。11件の
違反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転
者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）疾病、疲
労等のおそれのある乗務（安全規則第3条第6項）、（3）点検整備違反
【定期点検整備等の未実施】（安全規則第3条の2、道路運送車両法第
48条）、（4）点呼の実施違反【未実施】（安全規則第7条第1項～第3
項）、（5）点呼の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5
項）、（6）（7）乗務等の記録違反【記録】及び【記載事項等の不
備】（安全規則第8条）、（8）運行記録計による記録違反【記録】
（安全規則第9条）、（9）運行指示書【記載事項等の不備】(安全規則
第9条の3第1項、第2項)、（10）運転者台帳【記載事項等の不備】（安
全規則第9条の5第1項）、（11）「貨物自動車運送事業者が事業用自動
車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する
指導及び監督違反【大部分不適切】（安全規則第10条第1項）

10 10

貨物 2021 5 24
株式会社ヤマガタ（法人
番号9050001023796）
代表者山縣静

 茨城県日立市久慈町2
丁目8番20号

北上営業所
岩手県北上市相
去町大松沢1-66

文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項、法第17条
第4項

令和3年5月19日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実施した
結果、3件の違反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第3条第4項）、
（2）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）、
（3）初任運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第2項）

0 0

貨物 2021 5 24

兵神組運送株式会社（法
人番号
2120001069525）代表
者田中敏博

大阪府大阪市北区大淀
中2-2-1

本店
大阪府大阪市北
区大淀中2-2-1

輸送施設の使用停止
（120日車）

貨物自動車運送事業
法第9条第3項前段

令和2年9月11日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。9件の違反
が認められた。(1)各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数違
反（貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1号）、(2)点検整備
違反【定期点検整備等の未実施】（貨物自動車運送事業輸送安全規則
（以下「安全規則」）第3条の2、道路運送車両法第48条）、(3)点呼の
実施違反【不適切】（安全規則第7条第1項、第2項）、(4)点呼の記録
義務違反（安全規則第7条第5項）、（5）乗務等の記録違反【記載事項
等の不備】（安全規則第8条）、（6）運行記録計による記録違反【記
録】（安全規則第9条）、(7)運転者台帳【記載事項等の不備】（安全規
則第9条の5第1項）、（8）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の
運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する指導
及び監督違反【大部分不適切】（安全規則第10条第1項）、(9)運行管
理規程制定違反（安全規則第21条第1項、第2項）

12 12

貨物 2021 5 25

株式会社エムラインズ
（法人番号
7010401073439） 代
表者小河 禎冶

東京都港区芝浦４－１
６－２３

流山
千葉県流山市東
深井２０－５

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年11
月16日及び同年11月20日、監査を実施。5件の違反が認められた。
（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第3条第4項）、（２）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条）、（３）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（４）整備管理者の研修受講
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4）、（５）事業
計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）

4 4

貨物 2021 5 25

ＩＮロジスティクス株式
会社（法人番号
1030001088691） 代
表者猪野 信夫

埼玉県深谷市普済寺１
０１６番地５

本社
埼玉県深谷市普
済寺１０１６番
地５

輸送施設の使用停止
（120日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

行政処分等を受けたにもかかわらず改善が認められないことを端緒と
して、令和2年11月24日及び同年12月7日、監査を実施。6件の違反が
認められた。（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第4項）、（２）乗務時間等告示なお書きの遵守違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（３）点呼の実
施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（４）運行
指示書の作成義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の
3）、（５）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第1項）、（６）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第3条の2）

27 12

貨物 2021 5 25
有限会社籠原産業（法人
番号4030002117653）
代表者吉岡 憲司

埼玉県熊谷市上須戸８
８５－１

本社
埼玉県行田市桜
町１－５－１

輸送施設の使用停止
（85日車）

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和2年9月15日及び同
年10月7日、監査を実施。10件の違反が認められた。（１）乗務時間等
告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、
（２）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3
条第6項）、（３）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条）、（４）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第8条第1項）、（５）運行記録計による記録義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（６）運転者に対する指導監督
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（７）定期点
検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2）、
（８）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第23条第1項）、（９）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送
事業法第9条第1項）、（１０）報告義務違反（貨物自動車運送事業報
告規則第2条、第2条の2）

9 9

貨物 2021 5 25

マルヨー運輸有限会社
（法人番号
7030002117246） 代
表者須永 璋

埼玉県深谷市大字原郷
２１３７－５

本社
埼玉県深谷市大
字原郷２１３７
－５

輸送施設の使用停止
（210日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

行政処分等を受けたにもかかわらず改善が認められないことを端緒と
して、令和2年11月24日及び同年12月11日、監査を実施。13件の違反
が認められた。（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第3条第4項）、（２）疾病のおそれのある乗務（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（３）点呼の実施義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（４）乗務等の記録保
存義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（５）
運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9
条）、（６）運転者台帳の記載事項義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第9条の5第1項）、（７）運転者に対する指導監督違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（８）高齢運転者に対
する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、
（９）高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第2項）、（１０）定期点検整備の実施違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2）、（１１）整備管理者の研
修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4）、（１
２）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第23条第1項）、（１３）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規
則第2条）

38 21



貨物 2021 5 25

有限会社コーワーカーズ
（法人番号
1011702015291） 代
表者小瀬木 修平

東京都江戸川区南篠崎
町２－１３－６ アー
バン・コア２０１

成田
千葉県富里市七
栄２９９－１８

輸送施設の使用停止
（160日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の2

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和2年10月6日、監査
を実施。14件の違反が認められた。（１）乗務時間等告示の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（２）乗務時間等
告示なお書きの遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4
項）、（３）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条）、（４）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第8条第1項）、（５）運行記録計による記録義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第9条）、（６）運行指示書の作成義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3）、（７）運転者に対す
る指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、
（８）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3
条の2）、（９）整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条の4）、（１０）運行管理者に対する指導及び監督
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条）、（１１）事業計画
の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、（１２）事業
計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）、（１３）事
業計画事後届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）、（１４）
自動車に関する表示義務違反（道路運送法第95条）

16 16

貨物 2021 5 25
有限会社今村運輸（法人
番号1340002015309）
代表者今村輝之

鹿児島県霧島市国分広
瀬2丁目22番15-8号

本社営業所
鹿児島県霧島市
国分広瀬2丁目22
番15-8号

輸送施設の使用停止
（130日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第8
条第1項、法第11
条、法第17条第1項
第1号、法第17条第
4項

令和2年12月8日、監査実施。12件の違反が認められた。(1)事業計画
（配置車両数）に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法
(以下「法」)第8条第1項)、(2)運送約款の掲示違反(法第11条)、(3)疾
病、疲労等のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下
「安全規則」)第3条第6項)、(4)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、
(5)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(6)点呼の記録（改
ざん・不実記載）違反(安全規則第7条第5項)、(7)乗務等の記録事項義
務違反(安全規則第8条)、(8)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則
第9条の5第1項)、(9)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1
項)、(10)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反
(安全規則第10条第1項)、(11)特定運転者に対する特別な指導監督違反
(安全規則第10条第2項)、(12)特定運転者に対する適性診断受診義務違
反(安全規則第10条第2項)

13 13

貨物 2021 5 25 原田元博
熊本県熊本市東区戸島
西

本店営業所
熊本県熊本市東
区戸島

輸送施設の使用停止
（105日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第8
条第1項、法第17条
第1項第1号、法第
17条第1項第2号、
法第17条第4項、道
路運送車両法第48条

令和3年1月13日、監査実施。14件の違反が認められた。(1)～(4)事業
計画(営業所・自動車車庫・休憩睡眠施設・主たる事務所)に定めるとこ
ろに従う義務違反(貨物自動車運送事業法（以下｢法｣）第8条第1項)、
(5)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以
下「安全規則」)第3条第4項)、(6)定期点検整備の実施違反(安全規則第
3条の2、道路運送車両法第48条)、(7)点呼の実施義務違反(安全規則第7
条)、(8)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(9)点呼の記録事
項義務違反(安全規則第7条第5項)、(10)運行記録計による記録義務違反
(安全規則第9条)、(11)運行指示書に係る（作成、指示、携行）義務違
反(安全規則第9条の3第1項)、(12)運転者台帳の記載事項義務違反(安全
規則第9条の5第1項)、(13)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10
条第1項)、(14)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存
違反(安全規則第10条第1項)

11 11

貨物 2021 5 25
有限会社雄翔（法人番号
8320002018488）代表
者五十川雄三

大分県豊後大野市三重
町赤嶺1151番地6

本社営業所
大分県豊後大野
市三重町赤嶺
1151番地6

輸送施設の使用停止
（10日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第4項

令和3年2月8日、監査実施。6件の違反が認められた。(1)乗務時間等の
基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)
第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(3)運転者台帳
の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(4)運転者台帳の記載事項義
務違反(安全規則第9条の5第1項)、(5)運転者に対する指導監督違反(安
全規則第10条第1項)、(6)運行管理規程の制定違反(安全規則第21条)

1 1

タクシー 2021 5 25
株式会社伸之（法人番号
6040001086161） 代
表者櫻川裕之

千葉県成田市江弁須字
下谷144

成田ジャン
ボタクシー
営業所

千葉県成田市飯
田町607-5

輸送施設の使用停止
（130日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第２１条第
５項

令和2年9月16日、新規許可を受けたことを端緒として監査を実施。10
件の違反が認められた。(1)運賃料金変更認可違反(道路運送法(以下､運
送法)第9条の3第1項)､(2)乗務時間等の基準の遵守違反(旅客自動車運送
事業運輸規則(以下､運輸規則)第21条第1項)､(3)健康状態の把握義務違
反(運輸規則第21条第5項)､(4)点呼の実施等義務違反(運輸規則第24条)､
(5)乗務記録の記録事項の不備(運輸規則第25条第3項)､(6)新任運転者に
対する指導監督義務違反(運輸規則第36条第2項)､(7)運転者に対する指
導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(8)初任運転者に対する告示で
定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､(9)運行管理者の講
習受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項)､(10)自動車に関する表示義
務違反(運送法第95条)

13 13

タクシー 2021 5 25

銀鈴タクシー株式会社
(法人番号
5130001010451) 代表
者粂田佳幸

京都府京都市南区上鳥
羽南鉾立町27

本社
京都府京都市南
区上鳥羽南鉾立
町27

文書警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法108条の34条の規定に基づく通知件数(駐
停車違反)が過去一年以内に3件に達した。｢旅客自動車運送事業者が事
業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針｣による運転者に
対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

タクシー 2021 5 25

一二三タクシー有限会社
(法人番号
5240002001397） 代
表者富田政之

広島県広島市中区光南
3-1-9

光南営業所
広島県広島市中
区光南三丁目1-9

輸送施設の使用停止
（50日車）及び文書
警告

道路運送法第27条第
3項

令和2年2月26日及び同年6月30日、情報提供を端緒として監査を実施。
7件の違反が認められた。(1)疾病・疲労等のおそれのある乗務禁止違反
（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第21条第5項）、
（2）乗務距離の最高限度違反（運輸規則第22条第1項）、（3）点呼の
実施義務違反（運輸規則第24条第1項及び第2項）、（4）点呼の記録義
務違反（運輸規則第24条第5項）、（5）点呼の記録事項義務違反（運
輸規則第24条第5項）、（6）乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規
則第37条第1項）、（7）運行管理者の講習（一般講習）受講義務違反
（運輸規則第48条の4第1項）

5 5

貨物 2021 5 26
株式会社小室商事（法人
番号4380001020328）
代表者小室渉

福島県石川郡浅川町大
字畑田字戸屋入31番地

本社営業所
福島県石川郡浅
川町大字簑輪字
作田76-1

輸送施設の使用停止
（150日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第9
条第1項、法第9条第
3項、法第17条第1
項第1号、法第17条
第4項

令和2年9月2日及び11月27日、監査方針を端緒として監査を実施した結
果、10件の違反が認められた｡（1）自動車車庫の位置及び収容能力違
反（貨物自動車運送事業法施行規則（以下｢施行規則｣）第2条第1項第4
号）、（2）乗務員の休憩･睡眠施設の位置及び収容能力違反（施行規
則第2条第1項第5号）、（3）営業所又は荷扱所の名称、位置の変更違
反（施行規則第7条第1項第3号）、（4）乗務時間等の基準の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第3条第4
項）、（5）点呼の実施義務違反（安全規則第7条）、（6）点呼の記録
義務違反[不実記載]（安全規則第7条第5項）、（7）乗務等の記録義務
違反（安全規則第8条）、（8）運行記録計による記録義務違反[不実記
録]（安全規則第9条）、(9)運行指示書の記載事項義務違反（安全規則
第9条の3第1項）、(10)運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第
10条第1項）

15 15

貨物 2021 5 26
株式会社成和物流（法人
番号8200001008832)
代表者田中正裕

岐阜県岐阜市今嶺一丁
目15番8号

本社営業所
岐阜県岐阜市今
嶺一丁目15番6号

輸送施設の使用停止
（50日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和2年11月13日及び令和2年12月7日､監査方針に基づき､監査を実施｡
5件の違反が認められた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事
業法施行規則第2条第1項第4号)､(2)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(3)点呼の実施義務違反(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)､(4)
運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3
第1項)､(5)事業実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項)

5 5



貨物 2021 5 26
有限会社宝輪運輸（法人
番号9200002009903)
代表者宮部勝子

岐阜県本巣市文殊字新
村2897

本社営業所
岐阜県本巣市文
殊字新村2897

輸送施設の使用停止
（20日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

令和2年11月10日､監査方針に基づき､監査を実施｡3件の違反が認められ
た｡(1)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)､
(2)点呼の実施不適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び
第2項)､(3)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第9条の5第1項)

2 2

貨物 2021 5 26

オーエム運送株式会社
（法人番号
8180001011731) 代表
者吉田浩

愛知県名古屋市北区新
沼町70番地

本社営業所
愛知県名古屋市
北区新沼町70番
地

輸送施設の使用停止
（30日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和2年12月1日､監査方針に基づき､監査を実施｡2件の違反が認められ
た｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第4項)､(2)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第9条の3第1項)

3 3

貨物 2021 5 26

株式会社フレックス（法
人番号
5120001018660）代表
者川﨑健志

大阪市北区南扇町7番2-
813号

本社

大阪府東大阪市
菱屋西2-8-25ラ
フォーレ菱屋西
Ⅱ102号

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和2年11月11日、公安委員会からの情報を端緒に監査を実施。6件の
違反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転
者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）点呼の実
施違反【未実施】（安全規則第7条第1項、第2項）、（3）点呼の記録
違反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、（4）乗務等の記
録違反【記載事項等の不備】（安全規則第8条）、（5）運転者台帳
【記載事項等の不備】（安全規則第9条の5第1項）、（6）「貨物自動
車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指
針」による運転者に対する指導及び監督違反【一部不適切】（安全規
則第10条第1項）

1 1

タクシー 2021 5 26
K2JAPAN株式会社(法人
番号9120001215997)
代表者宮城由香

大阪府大阪市大正区南
恩加島5丁目1-25

本社
大阪府八尾市服
部川1丁目1499-3

輸送施設の使用停止
（412日車）

道路運送法(以下｢
法｣)第15条第1項

令和2年9月18日、同年9月24日、同年10月8日及び10月23日、法令違反
の疑いを端緒として監査を実施。14件の違反が認められた。(1)事業計
画の変更認可違反(法第15条第1項)、(2)点呼の実施義務違反【未実施】
(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第24条第1項、第2項)、
(3)点呼の記録義務違反【記録事項の不備】(運輸規則第24条第5項)、
(4)乗務等の記録義務違反【記録事項の不備】(運輸規則第25条第3項、
第4項)、(5)乗務等の記録義務違反【記録の保存】(運輸規則第25条第3
項、第4項)、(6)運行記録計による記録義務違反【記録】(運輸規則第26
条第2項)、(7)運行記録計による記録義務違反【記録の保存】(運輸規則
第26条第2項)、(8)乗務員台帳の作成、備付け義務違反【記載事項等の
不備】(運輸規則第37条第1項)、(9)｢旅客自動車運送事業者が事業用自
動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針｣による運転者に対する
指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(10)運転者に対する指導及
び監督に係る記録の作成･保存義務違反【記録】(運輸規則第38条第1
項)、(11)点検整備関係義務違反【定期点検整備等の未実施(道路運送車
両法(以下｢車両法｣)第48条)】(運輸規則第45条)、(12)点検整備関係義
務違反【無車検運行(車両法第58条第1項)】(運輸規則第45条)、(13)補
助者の要件違反(運輸規則第47条の9第3項)、(14)運行管理者の指導監督
義務違反(指導監督不適切)(運輸規則第48条の3)

48 42

貨物 2021 5 27

株式会社下元運送店（法
人番号
4120001015080）代表
者新里達吉

大阪府大阪市城東区野
江4-12-10

本店
大阪府大阪市城
東区野江4-12-10

輸送施設の使用停止
（70日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和2年10月16日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。12件の違
反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者
の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）疾病、疲労
等のおそれのある乗務（安全規則第3条第6項）、（3）整備管理者の研
修受講義務違反【研修未受講】（安全規則第3条の4）、（4）点呼の実
施違反【不適切】（安全規則第7条第1項～第3項）、（5）点呼の記録
違反【記録の保存】（安全規則第7条第5項）、（6）アルコール検知器
の常時有効保持義務違反（安全規則第7条第4項）、（7）乗務等の記録
違反【記載事項等の不備】（安全規則第8条）、（8）運行記録計によ
る記録違反【記録】（安全規則第9条）、（9）運行指示書【作成】(安
全規則第9条の3第1項）、（10）運転者台帳【記載事項等の不備】（安
全規則第9条の5第1項）、（11）「貨物自動車運送事業者が事業用自動
車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」（以下「指導監督告
示」）による運転者に対する指導及び監督違反【一部不適切】（安全
規則第10条第1項）、（12）「指導監督告示」による運転者に対する指
導及び監督に係る記録の作成・保存【記録】（安全規則第10条第1項）

7 7

貸切バス 2021 5 27
株式会社ドリーム（法人
番号4100001025156）
代表者窪田寿樹

長野県飯田市上郷別府
198-1

本社営業所
長野県飯田市上
郷別府198-1

輸送施設の使用停止
（60日車）

道路運送法（以下
「法」）第10条

令和3年3月18日、監査実施。1件の違反が認められた。（1）運賃又は
料金の割戻しの禁止違反（法第10条）

6 6

貨物 2021 5 28
関空運輸株式会社（法人
番号8120101040371）
代表者内畑谷剛

大阪府泉佐野市中庄
102-1

りんくう
大阪府泉佐野市
中庄102-1

輸送施設の使用停止
（80日車）

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

令和2年8月28日及び令和3年2月12日、公安委員会からの通知を端緒に
監査を実施。11件の違反が認められた。（1）事業計画変更認可違反
【自動車車庫の位置及び収容能力違反】（貨物自動車運送事業法施行
規則第2条第1項第4号）、（2）「貨物自動車運送事業の事業用自動車
の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動
車運送事業運輸安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（3）点
呼の実施違反【未実施】（安全規則第7条第1項、第2項）、（4）点呼
の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、（5）運転
者台帳【記載事項等の不備】（安全規則第9条の5第1項）、（6）「貨
物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監
督の指針」（以下「指導監督告示」）による運転者に対する指導及び
監督違反【一部不適切】（安全規則第10条第1項）、（7）「指導監督
告示」による運転者に対する特別な指導及び運転適性診断受診義務違
反【運転適性診断の受診状況】（安全規則第10条第2項）、（8）運行
管理者に対する指導監督違反（安全規則第22条）、（9）点検整備違反
【定期点検整備等の未実施】（安全規則第3条の2、道路運送車両法第
48条）、（10）運行管理者の講習受講義務違反（安全規則第23条第1
項）、（11）運行管理者補助者の要件違反（安全規則第18条第3項）

8 8

貨物 2021 5 28
株式会社TKS(法人番号
9260001025012） 代
表者城戸貴登

岡山県岡山市南区当新
田481番地34

株式会社
TKS

岡山県岡山市北
区辰巳19-105

輸送施設の使用停止
（50日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項、同条第
4項及び法第18条第
1項

令和2年1月28日及び同年2月26日、無免許運転（種別外）を端緒として
監査を実施。10件の違反が認められた。(1)疾病・疲労等のおそれのあ
る乗務禁止違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第6項）、（2）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項
及び第2項）、（3）点呼の記載事項義務違反（安全規則第7条第5
項）、（4）乗務等の記録事項義務違反（安全規則第8条第1項）、
（5）運行記録計による記録義務違反（安全規則第9条）、（6）運転者
台帳の記載事項義務違反（安全規則第9条の5第1項）、（7）運転者に
対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）、（8）運転者に対
する指導監督の記録事項義務違反（安全規則第10条第1項）、（9）運
行管理者の講習（一般講習）受講義務違反（安全規則第23条第1項）、
（10）運行管理補助者の要件違反（安全規則第18条第3項）

5 5



貨物 2021 5 28

ベツダイ運輸株式会社
(法人番号
7320001005918)
代表者有吉信美

大分県大分市西新地2丁
目97番地の1

本社営業所
大分県大分市西
新地2丁目97番地
の2、3

輸送施設の使用停止
（10日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第1項第2号、
法第17条第4項、法
第60条第１項、道路
運送車両法第48条

令和3年2月5日、監査実施。15件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規
則」)第3条第4項)、(2)疾病、疲労等のおそれのある乗務(安全規則第3
条第6項)、(3)定期点検整備等の未実施(安全規則第3条の2、道路運送車
両法第48条)、(4)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(5)点呼の記録
義務違反(第7条第5項)、(6)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5
項)、(7)乗務等の記録義務違反(安全規則第8条)、(8)乗務等の記録事項
義務違反(全規則第8条)、(9)運行記録計による記録義務違反(安全規則
第9条)、(10)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1
項)、(11)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(12)運
転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1項)、
(13)特定運転者に対する特別な指導監督違反(安全規則第10条第2項)、
(14)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2
項)、(15)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項)

1 1

貨物 2021 5 31

新生倉庫運輸株式会社
(法人番号
8240001004605） 代
表者明宗寅

広島県広島市南区西蟹
屋3-3-26

岡山営業所
岡山市南区古新
田1566

輸送施設の使用停止
（80日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
9条第3項、法第17
条第1項第1号及び同
条第4項

令和2年6月10日及び同年8月11日、死亡事故を端緒として監査を実施。
7件の違反が認められた。(1)事業計画の変更事前届出違反（事業用自動
車の数）（貨物自動車運送事業法施行規則第６条第１項第１号）、
（2）疾病・疲労等のおそれのある乗務禁止違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第6項）、（3）点呼の実施義
務違反（安全規則第7条第1項、第2項及び第3項）、（4）乗務等の記録
事項義務違反（安全規則第8条第1項）、（5）運転者台帳の作成義務違
反（安全規則第9条の5第1項）、（6）運転者台帳の記載事項義務違反
（安全規則第9条の5第1項）、（7）運転者に対する指導監督義務違反
（安全規則第10条第1項）

8 8

貨物 2021 6 1
有限会社丸秀運送（法人
番号6420002015733）
代表者後藤秀憲

青森県黒石市大字高賀
野字高田110番地1

本社営業所
青森県黒石市大
字浅瀬石字山元
218-1

輸送施設の使用停止
（190日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第4項

令和2年1月28日、8月21日及び令和3年2月2日、監査方針を端緒として
監査を実施した結果、9件の違反が認められた｡（1）乗務時間等の基準
の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第3
条第4項）、（2）乗務時間等の基準の遵守違反[一運行の勤務時間]（安
全規則第3条第4項）、（3）疾病･疲労等のおそれのある乗務（安全規
則第3条第6項）、（4）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項、第
2項、第3項）、（5）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第3項 ）、
（6）点呼の記録義務違反[不実記載]（安全規則第7条第5項）、（7）
運行指示書の作成、指示又は携行の義務違反（安全規則第9条の3第2
項）、（8）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1
項）、（9）運転者に対する指導監督の記録保存違反[不実記載]（安全
規則第10条第1項）

19 19

貨物 2021 6 1

有限会社東葉物流倉庫
（法人番号
3040002058170）代表
者川﨑健一

千葉県富里市七栄６５
１－２７４

本社
千葉県富里市七
栄６５１－２７
４

事業停止（3日間）、
輸送施設の使用停止
（328日車）、輸送の
安全確保命令

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

行政処分等を受けたにもかかわらず改善が認められないことを端緒と
して、令和2年1月29日、監査を実施。18件の違反が認められた。
（１）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3
条第6項）、（２）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第7条）、（３）アルコール検知器備え義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第7条第4項）、（４）乗務等の記録義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（５）運行記録計によ
る記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（６）運
転者台帳の作成義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5
第1項）、（７）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第1項）、（８）高齢運転者に対する指導監督違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（９）高齢運転者
に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
10条第2項）、（１０）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条の2）、（１１）運行管理者に対する指導及び監督
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条）、（１２）運行管理
者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1
項）、（１３）事業計画（自動車車庫及び休憩睡眠施設）の変更認可
違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、（１４）事業計画（営業
所に配置する事業用自動車の種別ごとの数）の変更認可違反（貨物自
動車運送事業法第9条第1項）、（１５）事業計画事後届出違反（貨物
自動車運送事業法第9条第3項）、（１６）運送約款の無掲示（貨物自

34 34

貨物 2021 6 1
株式会社正洋（法人番号
2030001039677）代表
者髙德正洋

埼玉県北葛飾郡松伏町
築比地１２５－２

本社
埼玉県川口市安
行北谷６１３

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

労働局からの通報を端緒として、令和2年10月23日、監査を実施。3件
の違反が認められた。（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（２）疾病のおそれのある乗務
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（３）運転者に対
する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

8 4

貨物 2021 6 1
有限会社三晃運輸（法人
番号6030002117783）
代表者高橋利光

埼玉県行田市上池守字
畑通６１５

本社
埼玉県行田市上
池守字畑通６１
５

輸送施設の使用停止
（210日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の2

行政処分等を受けたにもかかわらず改善が認められないことを端緒と
して、令和2年11月18日、監査を実施。6件の違反が認められた。
（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第3条第4項）、（２）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第6項）、（３）点呼の実施義務違反等（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条）、（４）運転者に対する指導監督違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（５）定期点検整
備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2）、（６）
事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）

50 21

貨物 2021 6 1
株式会社東信物流（法人
番号3030001044156）
代表者渡邊昭仁

埼玉県上尾市大字上野
１１５８－４

下妻
茨城県下妻市若
柳字西久保乙１
３３－２

輸送施設の使用停止
（110日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和2年11月9日、同年
12月15日、及び同年12月23日、監査を実施。8件の違反が認められ
た。（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条第4項）、（２）乗務時間等告示なお書きの遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（３）点呼の実施義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（４）乗務等の記録事
項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（５）運行
記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9
条）、（６）運行指示書の作成義務違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第9条の3）、（７）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（８）運行管理者に対する指
導及び監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条）

11 11



貨物 2021 6 1
株式会社昇福運輸（法人
番号2060001024247）
代表者中嶋理恵子

栃木県小山市大字外城
２６７－８

本社
栃木県小山市大
字外城２６７－
８

輸送施設の使用停止
（130日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第5項

酒気帯び運転及び救護義務違反があった旨の公安委員会からの通知を
端緒として、令和2年10月30日、同年11月30日、同年12月24日及び令
和3年1月14日、監査を実施。10件の違反が認められた。（１）乗務時
間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4
項）、（２）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条第6項）、（３）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第7条）、（４）点呼の記録の改ざん・不実記載（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）、（５）乗務等の記録事項
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（６）乗務等
の記録の改ざん・不実記載（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第
1項）、（７）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第9条）、（８）運行指示書の作成義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第9条の3）、（９）運転者に対する指導監督違反
等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（１０）報告義
務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

30 13

貨物 2021 6 1

有限会社さくらネット
（法人番号
8030002033129）代表
者安田友義

埼玉県所沢市坂之下８
６７－１

神奈川

神奈川県厚木市
三田南１－１３
－５４（旧：神
奈川県相模原市
南区新戸３０２
３－１４）

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年11
月5日及び同年11月18日、監査を実施。9件の違反が認められた。
（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第3条第4項）、（２）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条）、（３）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第8条第1項）、（４）運行記録計による記録義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（５）運転者に対する指
導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、
（６）高齢運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第2項）、（７）高齢運転者に対する適性診断受診義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（８）定期点検
整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2）、
（９）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）

4 4

貨物 2021 6 1
行田運輸株式会社（法人
番号2030001086777）
代表者新井宏幸

埼玉県行田市宮本１６
－２０

本社
埼玉県行田市宮
本１６－２０

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和3年4
月14日、監査を実施。1件の違反が認められた。（１）運転者に対する
指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2021 6 1
大虎運輸株式会社（法人
番号4122001017032）
代表者梶本幸司

大阪府四條畷市田原台2
丁目13番1号

奈良支店
奈良県生駒市北
田原町1100-1

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和3年5月20日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。1件の違
反が認められた。 （1）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運
転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する指導及
び監督違反【一部不適切】（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条
第1項）

0 0

貨物 2021 6 1
有限会社畑中運送（法人
番号2350002014688）
代表者畑中伸志

 宮崎県都城市今町8165
番地2

本社営業所
 宮崎県都城市今
町8165番地2

輸送施設の使用停止
（80日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第1項第2号、
法第17条第4項

令和3年3月9日、監査実施。9件の違反が認められた。(1)乗務時間等の
基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)
第3条第4項)、(2)疾病、疲労等のおそれのある乗務(安全規則第3条第6
項)、(3)整備管理者の研修受講義務違反(安全規則第3条の4)、(4)点呼
の実施義務違反(安全規則第7条)、(5)点呼の記録事項義務違反(安全規
則第7条第5項)、(6)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、
(7)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(8)特定
運転者に対する特別な指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(9)特定運
転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)

8 8

タクシー 2021 6 1

埼京タクシー株式会社
（法人番号
6030001074984） 代
表者藤田茂

埼玉県川ﾛ市青木1-6-1 戸田営業所
埼玉県戸田市中
町2-19-5

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第２４条第
５項

令和3年4月19日、救護義務違反があった旨公安委員会からの通知を端
緒として監査を実施。4件の違反が認められた。(1)運行管理者の解任届
出違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第68条)､(2)点呼
の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)､(3)運転者に対する指導監
督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(4)整備管理者の選任(解任)の未届
出(道路運送車両法第52条)

4 0

貸切バス 2021 6 1

株式会社すずらん観光バ
ス（法人番号
9050001005010） 代
表者 乾 一美

茨城県水戸市小吹町
267-271

本社営業所
茨城県水戸市小
吹町267-271

事業停止（111日間）
道路運送法第9条の2
第1項

令和元年12月23日、令和2年1月29日及び令和2年2月10日、定期的な監
査を実施。19件の違反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道
路運送法(以下｢運送法｣)第9条の2第1項)､(2)事業計画の変更認可違反
(運送法第15条第1項)､(3)事業計画の事前変更届出違反(運送法第15条第
3項)､(4)運送引受書の交付義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下
｢運輸規則｣)第7条の2第1項)､(5)運送引受書の記載事項の不備(運輸規則
第7条の2第1項)､(6)乗務時間等告示の遵守違反(運輸規則第21条第1項)､
(7)疾病のおそれのある乗務(運輸規則第21条第5項)､(8)点呼の記録義務
違反(運輸規則第24条第5項)､(9)乗務等の記録の記録事項不備(運輸規則
第25条第2項)､(10)運行記録計による記録義務違反(運輸規則第26条第1
項)､(11)運行指示書の記載事項不備(運輸規則第28条の2第1項)､(12)運
転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)､(13)初任運転
者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､(14)初任運転者
に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)､(15)定期点検整
備等の未実施(運輸規則第45条)､(16)無車検運行(車両法第58条第1項)､
(17)運行管理者に対する講習受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項)､
(18)書類の適切管理義務違反(運輸規則第69条)､(19)報告義務違反(運送
法第94条第1項)

67 67

貨物 2021 6 2

有限会社ヤマネ運輸(法
人番号
4250002013863） 代
表者山根正寛

山口県長門市日置上885 本社営業所
山口県長門市日
置上885

輸送施設の使用停止
（50日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
9条第1項、法第17
条第1項及び同条第4
項

令和2年6月2日及び同年11月6日、重傷事故を端緒として監査を実施。
10件の違反が認められた。（1）事業計画の変更認可違反（車庫）（貨
物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号）、（2）疾病・疲労等
のおそれのある乗務禁止違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以
下「安全規則」）第3条第6項）、(3)点呼の実施義務違反（安全規則第
7条第1項、第2項及び第3項）、(4)点呼の記録事項義務違反（安全規則
第７条第5項）、(5)乗務等の記録義務違反（安全規則第8条第1項）、
(6)乗務等の記録事項義務違反（安全規則第8条第1項）、(7)運転者台帳
の作成義務違反（安全規則第9条の5第1項）、(8)運転者台帳の記載事
項義務違反（安全規則第9条の5第1項）、(9)特定の運転者に対する特
別な指導義務違反（安全規則第10条第2項）、(10)特定の運転者に対す
る適性診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）

5 5



タクシー 2021 6 2

まやタクシー株式会社
(法人番号
6140001016868) 代表
者城本一伸

兵庫県神戸市長田区本
庄町5丁目1番7号

本社
兵庫県神戸市長
田区本庄町5丁目
1-7

輸送施設の使用停止
(150日車)

道路運送法第27条第
3項

令和2年9月28日及び同年11月6日、労働局からの通報を端緒として監査
を実施。11件の違反が認められた。(1)疾病、疲労等のおそれのある乗
務（旅客自動車運送事業運輸規則（以下、「運輸規則」）第21条第5
項）、(2)点呼の実施義務違反【不適切】(運輸規則第24条第1項、第2
項)、(3)乗務等の記録義務違反【記録事項の不備】(運輸規則第25条第3
項、第4項)、(4)乗務員台帳の作成、備付け義務違反【記載事項等の不
備】(運輸規則第37条第1項)、(5)「旅客自動車運送事業者が事業用自動
車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」(以下｢運転者に対する指
導監督告示｣)による運転者に対する指導監督義務違反（運輸規則第38
条1項）、(6)運転者に対する指導監督告示による運転者に対する特別な
指導及び適性診断受診義務違反【適性診断の受診状況】(運輸規則第38
条第2項)、(7)点検整備関係義務違反【無車検運行(道路運送車両法(以
下｢車両法｣)第58条第1項)】(運輸規則第45条)、(8)点検整備関係義務違
反【定期点検整備等の未実施(車両法第48条)】(運輸規則第45条)、(9)
点検整備関係義務違反【12月点検整備の未実施(車両法第48条)】(運輸
規則第45条)、(10)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条)、
(11)運行管理者の講習(一般講習)受講義務違反(運輸規則第48条の4第1
項)

15 15

タクシー 2021 6 3

株式会社川﨑タクシー
(法人番号
9140001004622) 代表
者川﨑誠子

兵庫県神戸市西区平野
町西戸田280番地2号

本社
兵庫県神戸市西
区平野町西戸田
282番地3号

輸送施設の使用停止
(66日車)

道路運送法第27条第
3項

令和2年9月8日及び同年10月23日、労働局からの通報を端緒として監査
を実施。4件の違反が認められた。(1)点呼の実施義務違反【不適切】
(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第1項、第2
項)、(2)乗務等の記録義務違反【記録事項の不備】(運輸規則第25条第3
項、第4項)、(3)運行記録計による記録義務違反【記録の改ざん･不実記
載】(運輸規則第26条第2項)、(4)乗務員台帳の作成、備付け義務違反
【記載事項等の不備】(運輸規則第37条第1項)

7 7

貨物 2021 6 4

株式会社神戸興業運送
（法人番号
3140001005551）代表
者杣英治

兵庫県神戸市西区玉津
町水谷557-10

本社
兵庫県神戸市西
区玉津町水谷字
大東557-10

輸送施設の使用停止
（70日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和2年11月11日に労働局からの通報を端緒に監査を実施。8件の違反
が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の
勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）疾病、疲労等
のおそれのある乗務（安全規則第3条第6項）、（3）点呼の実施違反
【未実施】（安全規則第7条第1項～第3項）、（4）点呼の記録違反
【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、（5）乗務等の記録違
反【記載事項等の不備】（安全規則第8条）、（6）運転者台帳【記載
事項等の不備】（安全規則第9条の5第1項）、（7）「貨物自動車運送
事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」
（以下「指導監督告示」）による運転者に対する指導及び監督違反
【一部不適切】（安全規則第10条第1項）、（8）指導監督告示による
運転者に対する特別な指導及び運転適性診断受診義務違反【運転適性
診断の受診状況】（安全規則第10条第2項）

7 7

タクシー 2021 6 4

株式会社芝山タクシー大
阪(法人番号
2120101059211) 代表
者金塚章吉

大阪府泉佐野市日根野
743

本社
大阪府泉佐野市
日根野743

輸送施設の使用停止
(50日車)

道路運送法第27条第
3項

令和2年10月26日、新規許可を端緒として監査を実施。4件の違反が認
められた。(1)｢旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項の規定に基づ
き、事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準｣の遵守
違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第21条第1項)、(2)
疾病、疲労等のおそれのある乗務(運輸規則第21条第5項)、(3)点呼の記
録義務違反【記録】(運輸規則第24条第5項)、(4)乗務員台帳の作成、備
付け義務違反【記載事項等の不備】(運輸規則第37条第1項)

5 5

乗合バス 2021 6 4

道南バス株式会社（法人
番号１４３０００１０５
６８８０） 代表者長谷
川義郎

北海道室蘭市東町３丁
目２５番地３号

倶知安営業
所

北海道虻田郡倶
知安町南３条西
４丁目３番地４

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

令和３年４月２７日、利用者等からの情報等により、法令違反の疑い
を端緒として監査を実施。２件の違反が認められた。（１）点呼の記
録事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）
第２４条第５項）、（２）運転者に対する指導監督義務違反（運輸規
則第３８条第１項）

0 0

貨物 2021 6 8

株式会社オザキ運送（法
人番号
8030001049010）代表
者尾崎郁夫

埼玉県富士見市水谷東
２－１０－７

富士見

埼玉県富士見市
東みずほ台２－
１０－６ ハイ
ツフレンドリー
１－１０１

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

無免許運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年
12月8日、監査を実施。2件の違反が認められた。（１）乗務時間等告
示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、
（２）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第10条第1項）

10 3

貨物 2021 6 8
青幸積運有限会社（法人
番号4030002051191）
代表者足達吉則

埼玉県草加市瀬崎３－
４０－２５－６０６

本社
埼玉県比企郡川
島町かわじま１
－５

輸送施設の使用停止
（110日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和2年12月1日、監査
を実施。12件の違反が認められた。（１）乗務時間等告示の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（２）疾病のおそ
れのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、
（３）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条）、（４）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第8条第1項）、（５）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第9条）、（６）運転者に対する指導監督違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（７）高齢運転者
に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項）、（８）高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（９）定期点検整備の実施違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2）、（１０）整備管理者
の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4）、
（１１）運行管理補助者の要件違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第18条第3項）、（１２）事業の適確な遂行に係る遵守事項のうち社
会保険等に未加入のもの（貨物自動車運送事業法第24条の4）

11 11

貨物 2021 6 8

有限会社マルヒデ・カー
ゴ・サービス（法人番号
8130002031691）代表
者秀﨑昭夫

京都府八幡市八幡三本
橋60番22ハイツふいく
110号室

本社

京都府八幡市八
幡三本橋60番22
ハイツふいく110
号室

輸送施設の使用停止
（50日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和2年10月23日に労働局からの通報を端緒に監査を実施。5件の違反
が認められた。（1）疾病、疲労等のおそれのある乗務（貨物自動車運
送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第6項）、（2）点検整
備記録簿等の記載違反等【記録の保存】（安全規則第3条の2第2項、道
路運送車両法第49条）、（3）点呼の実施違反【未実施】（安全規則第
7条第1項～第3項）、（4）点呼の記録違反【記載事項等の不備】（安
全規則第7条第5項）、（5）運転者台帳【作成】（安全規則第9条の5第
1項）

5 5

タクシー 2021 6 8
芙蓉交通株式会社（法人
番号4021001041044）
代表者八木達也

神奈川県横須賀市内川
1-7-65

本社営業所
神奈川県横須賀
市内川1-7-65

輸送施設の使用停止
（17日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第２１条第
１項

令和2年11月26日、救護義務違反があった旨公安委員会からの通知を端
緒として監査を実施。2件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の
遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第21条第1項)､
(2)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)

2 2

貸切バス 2021 6 8
百年交通株式会社（法人
番号7010801022805）
代表者 呉 慧玲

東京都大田区中央1-11-
17

東京営業所
東京都大田区大
森西2-33-2 ﾆｭｰ
恒容ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ5F

輸送施設の使用停止
（230日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第5
項

令和2年1月20日、令和2年2月12日及び令和2年2月13日、区域拡大を
行ったことを端緒に監査を実施。6件の違反が認められた。(1)疾病のお
それのある乗務(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第21条
第5項)､(2)点呼の実施等義務違反(運輸規則第24条)､(3)運行記録計によ
る記録義務違反(運輸規則第26条第1項)､(4)運行指示書の記載事項不備
(運輸規則第28条の2第1項)､(5)運転者に対する指導監督等義務違反(運
輸規則第38条第1項)､(6)運行管理補助者の届出義務違反(運輸規則第68
条)

23 23



貸切バス 2021 6 8

スマイニー観光株式会社
（法人番号
8012701014229） 代
表者 中野 陽介

東京都東村山市秋津町
3-3-46

本社営業所
東京都東村山市
野口町2-30-7

輸送施設の使用停止
（130日車）

道路運送法第9条の2
第1項

令和2年10月5日及び令和2年10月13日、新規許可を受けたことを端緒
に監査を実施。7件の違反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反
(道路運送法第9条の2第1項)､(2)疾病のおそれのある乗務(旅客自動車運
送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第21条第5項)､(3)点呼の記録義務違反
(運輸規則第24条第5項)､(4)乗務等の記録の記録事項不備(運輸規則第25
条第2項)､(5)運行記録計による記録義務違反(運輸規則第26条第1項)､
(6)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)､(7)定期
点検整備等の未実施(運輸規則第45条)

13 13

貨物 2021 6 9
株式会社村山運送（法人
番号3390001004611）
代表者村山裕樹

山形県天童市大字蔵増
1465-11

本社営業所
山形県天童市大
字蔵増1465-11

輸送施設の使用停止
（60日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第4項、法第24
条

令和2年10月2日及び13日監査方針を端緒として監査を実施した結果、6
件の違反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第3条第4項）、（2）乗務
等の記録義務違反（安全規則第8条）、（3）運行記録計による記録義
務違反（安全規則第9条）、（4）運転者台帳の作成義務違反（安全規
則第9条の5第1項）、（5）運転者に対する指導監督義務違反（安全規
則第10条第1項）、（6）自動車事故報告規則に規定する事故の届出違
反（事業法第24条）

6 6

貨物 2021 6 9
岩本砂利有限会社(法人
番号7250002016888）
代表者岩本ミサコ

山口県光市浅江7-6-19 本店営業所
山口県光市浅江
7-6-19

輸送施設の使用停止
（10日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和2年6月17日及び同年7月22日、重傷事故を端緒として監査を実施。
6件の違反が認められた。（1）点呼の実施義務違反（（貨物自動車運
送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第7条第1項及び第2項）、
（2）乗務等の記録事項義務違反（安全規則第8条第1項）、（3）運転
者台帳の記載事項義務違反（安全規則第9条の5第1項）、（4）運転者
に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）、（5）特定の運
転者に対する特別な指導義務違反（安全規則第10条第2項）、（6）特
定の運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）

1 1

乗合バス 2021 6 9
南海バス株式会社(法人
番号4120001098852)
代表者藤原隆

大阪府大阪市中央区難
波5丁目1番60号

光明池
大阪府和泉市光
明台1丁目39番地

輸送施設の使用停止
(20日車)

道路運送法(以下、
「法」)第16条第１
項

令和3年3月4日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。2件の違反
が認められた。(1)事業計画及び運行計画に定める業務の確保違反(法第
16条第1項)、(2)｢旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対し
て行う指導及び監督の指針｣による運転者に対する指導監督義務違反(旅
客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

2 2

貨物 2021 6 10

有限会社徳友エクスプレ
ス（法人番号
8480002012475) 代表
者濱政弘

徳島県板野郡北島町太
郎八須字新開1-14

本社営業所
徳島県板野郡北
島町太郎八須字
新開1-14

輸送施設の使用停止
（20日車)、文書警告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和3年2月5日及び同年3月22日、死亡事故を端緒として監査を実施し
たところ、2件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置
が不適切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度を超え、乗
務していた者があったこと（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下
「安全規則」）第3条第4項）、(2)運転者に対する点呼の実施結果の記
録内容が不適切であったこと（安全規則第7条第5項）

2 2

貨物 2021 6 10

有限会社堀兄弟運送（法
人番号
2290002037019） 代
表者堀秀明

福岡県糟屋郡志免町大
字田富3丁目1-16

本社営業所
福岡県糟屋郡須
恵町大字植木
2047-42

輸送施設の使用停止
（20日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第4項

令和2年10月2日、監査実施。3件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規
則」)第3条第4項)、(2)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(3)
運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)

7 2

タクシー 2021 6 10

天草タクシー株式会社
（法人番号
3330001015077） 代
表者吉永陽三

 熊本県天草市中央新町
4番地1号

本社営業所
 熊本県天草市中
央新町4番地1号

輸送施設の使用停止
（30日車）、文書警
告

道路運送法（以下
「法」）第16条第1
項、法第27条第3項

令和3年1月19日、監査実施。5件の違反が認められた。(1)事業計画(自
動車車庫)に定める業務の確保違反（道路運送法第16条第1項）、(2)乗
務時間等の基準の遵守違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運
輸規則」）第21条第1項）、(3)点呼の記録義務違反（運輸規則第24条
第5項）、(4)乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第25条）、(5)乗務
員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条第1項）

3 3

貨物 2021 6 11
有限会社晴和商事（法人
番号4110002030039）
代表者外山晴章

新潟県長岡市東保内
2016-3

本社営業所
新潟県長岡市東
保内2016-3

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項及び同条
第4項

令和2年9月17日、監査実施。7件の違反が認められた。（1）乗務時間
等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）（2）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項、
第2項）（3）点呼の記録義務違反（安全規則第7条第5項）（4）点呼の
記録記載不備（安全規則第7条第5項）（5）乗務等の記録保存義務違反
（安全規則第8条）（6）乗務等の記録記載不備（安全規則第8条）
（7）運行記録計による記録義務違反（安全規則第9条）

2 2

タクシー 2021 6 11

大阪神鉄豊中タクシー株
式会社(法人番号
7120001059538) 代表
者野澤史朗

大阪府大阪市淀川区野
中南1丁目4番7号

本社
大阪府大阪市淀
川区野中南1丁目
4番7号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法108条の34の規定に基づく通知件数(放置
駐車違反)が過去一年以内に3件に達した。｢旅客自動車運送事業者が事
業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針｣による運転者に
対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

タクシー 2021 6 11

株式会社オリーブキャブ
大阪(法人番号
8120001104219) 代表
者高橋昌良

大阪府大阪市淀川区三
津屋南1丁目1番26号

南
大阪府大阪市淀
川区三津屋南1-
1-26

文書警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法108条の34の規定に基づく通知件数(放置
駐車違反)が過去一年以内に3件に達した。｢旅客自動車運送事業者が事
業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針｣による運転者に
対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

2 0

タクシー 2021 6 11

東大阪中央タクシー株式
会社(法人番号
7122001012831) 代表
者高月勝守

大阪府東大阪市高井田
中二丁目6番18号

本社
大阪府東大阪市
高井田中二丁目6
番18号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法108条の34の規定に基づく通知件数(駐停
車違反)が過去一年以内に3件に達した。｢旅客自動車運送事業者が事業
用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針｣による運転者に対
する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

貸切バス 2021 6 11

株式会社グリーン東仙
（法人番号
8370201000135） 代
表者佐藤和子

宮城県大崎市田尻大貫
字畑中17番地

本社営業所
宮城県大崎市田
尻大貫字畑中17
番地

文書警告(処分日車数
30日車のため、一般
貸切旅客自動車運送
事業者に対する行政
処分等の基準3.(6)に
よる)

道路運送法第27条第
3項

令和3年2月16日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、3件の違
反が認められた｡（1）疾病･疲労等のおそれのある乗務（旅客自動車運
送事業運輸規則（以下｢運輸規則｣）第21条第5項）、（2）運転者に対
する指導監督義務違反（運輸規則第38条第1項）、（3）高齢運転者に
対する指導義務違反（運輸規則第38条第2項）

3 3

貨物 2021 6 14
株式会社近興（法人番号
3120901000661）代表
者武林哲司

大阪府摂津市東別府3-
3-6

本社
大阪府摂津市東
別府3-3-6

事業停止（７日間）
輸送施設の使用停止
（150日車）

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

令和元年11月13日、同年11月14日、令和2年9月23日及び同年10月13
日、公安委員会からの通知を端緒に監査を実施。16件の違反が認めら
れた。（1）事業計画変更認可違反【自動車車庫の位置及び収容能力違
反】（貨物自動車運送事業法施行規則（以下「施行規則」）第2条第1
項第4号）、（2）事業計画変更事前届出違反【各営業所に配置する事
業用自動車の種別ごとの数違反】（施行規則第6条第1項第1号）、
（3）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗
務時間に係る基準」（以下「乗務時間等告示」）の遵守違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（4）
乗務時間等告示なお書きの遵守違反（一運行の勤務時間）（安全規則
第3条第4項）、（5）点呼の実施違反【未実施】（安全規則第7条第1項
～第3項）、（6）アルコール検知器備え義務違反（安全規則第7条第4
項）、（7）（8）点呼の記録違反【記載事項等の不備】及び【記録の
改ざん・不実記載】（安全規則第7条第5項）、（9）乗務等の記録違反
【記載事項等の不備】（安全規則第8条）、（10）運行記録計による記
録違反【記録の改ざん・不実記録】（安全規則第9条）、（11）運行指
示書【記載事項等の不備】(安全規則第9条の3第1項～第3項)、（12）
「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及
び監督の指針」（以下「指導監督告示」）による運転者に対する指導
及び監督違反【一部不適切】（安全規則第10条第1項）、（13）指導監
督告示による運転者に対する指導及び監督に係る記録の作成・保存
【記録】（安全規則第10条第1項）、（14）整備不良車両等【不正改造

36 36



貨物 2021 6 14

有限会社ミナミ物流（法
人番号
1122002010204）代表
者南利男

大阪府東大阪市荒本2丁
目18番13号

本社
大阪府東大阪市
荒本2丁目18番13
号

輸送施設の使用停止
（80日車）

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

令和2年2月25日、同年11月9日及び同年11月18日に関係機関からの情
報を端緒に監査を実施。13件の違反が認められた。（1）事業計画変更
認可違反【自動車車庫の位置及び収容能力違反】（貨物自動車運送事
業法施行規則第2条第1項第4号）、（2）「貨物自動車運送事業の事業
用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4
項）、（3）疾病、疲労等のおそれのある乗務（安全規則第3条第6
項）、（4）点呼の実施違反【未実施】（安全規則第7条第1項～第3
項）、（5）点呼の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5
項）、（6）(7)乗務等の記録違反【記録】及び【記載事項等の不備】
（安全規則第8条）、（8）(9)運行記録計による記録違反【記録】及び
【記録の改ざん・不実記録】（安全規則第9条）、（10）運行指示書
【作成】(安全規則第9条の3第1項～第3項)、（11）(12)運転者台帳
【作成】及び【記載事項等の不備】（安全規則第9条の5第1項）、
（13）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う
指導及び監督の指針」による運転者に対する特別な指導及び運転適性
診断受診義務違反【運転適性診断の受診状況】（安全規則第10条第2
項）

8 8

貨物 2021 6 14

光陽タクシー合名会社
（法人番号
2360003002963）代表
者池原秀樹

沖縄県沖縄市字高原4丁
目25番11号

本社営業所
沖縄県沖縄市字
高原4丁目25番11
号

輸送施設の使用停止
（10日車）

道路運送法第27条第
3項

令和2年8月3日、沖縄県公安委員会から通知のあった道路交通法令違反
を端緒とし監査実施。3件の違反が認められた。（1）事故の記録義務
違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下、運輸規則）第26条の2）、
（2）運転者に対する指導監督義務違反（運輸規則第38条第1項）、
（3）整備管理者選任（変更）の未届出（道路運送車両法第52条）

1 1

タクシー 2021 6 14

2525タクシー株式会社
（法人番号
5370001013736） 代
表者佐藤恵美

宮城県仙台市宮城野区
仙台港北2丁目1番地の2

本社営業所
宮城県仙台市宮
城野区仙台港北2
丁目1番地の2

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和3年6月14日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、1件の違
反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反（運輸規則第
38条第1項）

0 0

タクシー 2021 6 15

プライムリムジン株式会
社（法人番号
1010001185722） 代
表者柳谷日出幸

東京都中央区八重洲1-
4-6

本社営業所
東京都中央区八
重洲1-4-6

輸送施設の使用停止
（75日車）

道路運送車両法第４
８条

令和元年10月28日及び令和元年12月19日、規許可を受けたことを端緒
として監査を実施。9件の違反が認められた。(1)健康状態の把握義務違
反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第21条第5項)､(2)点呼
の実施等義務違反(運輸規則第24条)､(3)点呼の記録義保存務違反(運輸
規則第24条第5項)､(4)乗務記録の記録事項の不備(運輸規則第25条第3
項)､(5)乗務等の記録義務違反(運輸規則第25条第3項)､(6)運転者に対す
る指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(7)整備管理者の研修受講
義務違反(運輸規則第46条)､(8)定期点検整備の未実施(道路運送車両法
第48条)､(9)報告義務違反(道路運送法第94条第1項)

8 8

タクシー 2021 6 15

飛鳥交通第六株式会社
（法人番号
6010601027451） 代
表者川野繁

東京都江戸川区小松川
1-6-2

高井戸営業
所

東京都杉並区高
井戸東3-28-40

輸送施設の使用停止
（44日車）

道路運送法第１３条
令和2年9月4日、法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として調査を実
施。1件の違反が認められた。(1)運送引受義務違反(道路運送法第13条)

18 5

タクシー 2021 6 15

株式会社東京自動車（法
人番号
4010801016371） 代
表者岡田従容

東京都大田区東糀谷2-
4-21

本社営業所
東京都大田区東
糀谷2-5-8

輸送施設の使用停止
（30日車）

道路運送車両法第４
８条

令和2年9月7日及び令和2年9月17日、労働局からの通知を端緒として監
査を実施。7件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反
(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第21条第1項)､(2)点呼の
実施等義務違反(運輸規則第24条)､(3)運転者に対する指導監督義務違反
(運輸規則第38条第1項)､(4)高齢運転者に対する告示で定める特別な指
導義務違反(運輸規則第38条第2項)､(5)高齢運転者に対する適性診断受
診義務違反(運輸規則第38条第2項)､(6)定期点検整備の未実施(道路運送
車両法第48条)､(7)運転者証の返納等義務違反(ﾀｸｼｰ業務適正化特別措置
法第16条第1項､第2項)

3 3

貨物 2021 6 16
嶋本運輸株式会社（法人
番号6130001010839）
代表者嶋本勇次郎

京都府京都市南区吉祥
院嶋出在家町3-1

本社
京都府京都市南
区吉祥院嶋出在
家町3-1

輸送施設の使用停止
（80日車）

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

令和3年3月8日に労働局からの通報を端緒に監査を実施。10件の違反が
認められた。（1）事業計画変更認可違反【自動車車庫の位置及び収容
能力違反】（貨物自動車運送事業法施行規則（以下「施行規則」）第2
条第1項第4号）、（2）事業計画変更事前届出違反【各営業所に配置す
る事業用自動車の種別ごとの数違反】（施行規則第6条第1項第1号）、
（3）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗
務時間に係る基準」（以下「乗務時間等告示」）の遵守違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（4）
乗務時間等告示なお書きの遵守違反（一運行の勤務時間）（安全規則
第3条第4項）、（5）点呼の実施違反【未実施】（安全規則第7条第1項
～第3項）、（6）点呼の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第7
条第5項）、（7）乗務等の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則
第8条）、（8）運行指示書【記載事項等の不備】(安全規則第9条の3第
1項～第3項)、（9）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者
に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する指導及び監
督違反【一部不適切】（安全規則第10条第1項）、（10）自動車事故報
告規則に規定する事故の届出違反【未届出】（貨物自動車運送事業法
第24条）

11 8

乗合バス 2021 6 16
名古屋市（法人番号
3000020231002) 代表
者小林史郎

愛知県名古屋市中区三
の丸3丁目1番地1号

鳴尾営業所
愛知県名古屋市
南区上浜町40番
地

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和3年5月27日及び6月2日、監査方針に基づき、監査を実施。1件の違
反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送
事業運輸規則第38条第1項)

0 0

貨物 2021 6 17

東邦運輸倉庫 株式会社
（法人番号
6370001005666） 代
表者黒川久

宮城県仙台市宮城野区
日の出町3丁目4番21号

秋田支店
秋田県秋田市飯
島字穀丁大谷地
1-11

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和2年12月22日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、1件の
違反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2021 6 17
株式会社北優建材（法人
番号7230001016544）
代表者土井嘉孝

富山県中新川郡上市町
広野2463番地6

本社営業所
富山県中新川郡
上市町広野2463
番地6

文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項及び同条
第4項

令和3年3月8日、監査実施。2件の違反が認められた。（1）点検整備記
録簿の保存義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全
規則」）第3条の2、道路運送車両法第49条）（2）運転者台帳の記載不
備（安全規則第9条の5第1項）

0 0

タクシー 2021 6 18

愛媛近鉄タクシー株式会
社（法人番号
8500001000726) 代表
者木村雅裕

愛媛県松山市宮西2-9-
37

本社営業所
愛媛県松山市宮
西2-9-37

輸送施設の使用停止
（20日車）

道路運送法第27条第
3項

令和3年3月23日、旅客自動車運送事業に関する監査方針に基づき監査
を実施したところ、1件の違反が確認された。（1）運転者の過労防止
に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間の限度を超えて乗務し
ていた者があったこと（旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項）

2 2

貸切バス 2021 6 21
有限会社白鳥交通（法人
番号1350002018624 ）
代表者三森貞治

宮崎県えびの市大字上
江860-1

本社営業所
宮崎県えびの市
大字上江860-1

輸送施設の使用停止
（130日車）、文書警
告

道路運送法（以下
「法」）第9条の2第
1項、法第27条第3
項、法第94条第1項

令和3年3月3日、監査実施。10件の違反が認められた。(1)運賃料金事
前届出、運賃料金変更事前届出違反（道路運送法以下「法」）第9条の
2第1項）、(2)運送引受書の記載事項不備違反（旅客自動車運送事業運
輸規則（以下「運輸規則」）第7条の2第1項）、(3)疾病、疲労等のお
それのある乗務（運輸規則第21条第5項）、(4)乗務員台帳の作成義務
違反（運輸規則第37条第1項）、(5)乗務員台帳の記載事項義務違反
（運輸規則第37条第1項）、(6)運転者に対する指導監督違反（運輸規
則第38条第1項）､(7)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記
録保存違反（運輸規則第38条第1項）、(8)運転者に対する指導監督の
記載事項義務違反（運輸規則第38条第1項）、(9)運行管理規程の制定
義務違反（運輸規則第48条の2）、(10)報告義務違反（法第94条第1
項）

13 13



貨物 2021 6 22
株式会社富夢（法人番号
4030001107481）代表
者谷川健一

埼玉県さいたま市岩槻
区加倉３－１０－４３

本社

埼玉県さいたま
市岩槻区加倉３
－１０－４３
（旧：埼玉県さ
いたま市岩槻区
横根２１８－
１）

事業停止（3日間）、
輸送施設の使用停止
（206日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第13条

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和元年5
月16日及び同年6月18日、監査を実施。16件の違反が認められた。
（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第3条第4項）、（２）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第6項）、（３）点呼の実施義務違反等（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条）、（４）乗務等の記録義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（５）乗務等の記録事項
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（６）運行記
録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、
（７）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第10条第1項）、（８）初任運転者に対する指導監督違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（９）初任運転者に対する適
性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項）、（１０）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第13条）、（１１）運行管理者に対する指導及び監督違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第22条）、（１２）必要な員数の運転
者の確保違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第１項）、（１
３）事業計画（自動車車庫及び休憩睡眠施設）の変更認可違反（貨物
自動車運送事業法第9条第1項）、（１４）事業計画事後届出違反（貨
物自動車運送事業法第9条第3項）、（１５）自動車に関する表示義務
違反（道路運送法第95条）、（１６）報告義務違反（貨物自動車運送
事業法第60条第1項）

34 34

貨物 2021 6 22

有限会社桜彩社物流サー
ビス（法人番号
3030002004803）代表
者小笠原明文

埼玉県さいたま市南区
大谷口７１２

本社
埼玉県さいたま
市南区大谷口９
７３－１

許可の取り消し
貨物自動車運送事業
法第32条

所在不明であることを端緒として調査を実施したところ、事業の無届
出休止・廃止が判明したことから、事業許可を取消したもの。

- -

貨物 2021 6 22

有限会社今井屋商事運送
（法人番号
9040002080334）代表
者片岡一也

千葉県長生郡白子町八
斗２０５０－２

山武
千葉県山武市木
原字木戸後南山
１４５３－７

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年10
月22日及び同年10月29日、監査を実施。9件の違反が認められた。
（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第3条第4項）、（２）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第6項）、（３）点呼の実施義務違反等（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条）、（４）乗務等の記録事項違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（５）運行指示書の作成
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3）、（６）運転
者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条
第1項）、（７）高齢運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第2項）、（８）初任・高齢運転者に対する適性
診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、
（９）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3
条の2）

4 4

貨物 2021 6 22

株式会社東京ロジネッツ
（法人番号
4011801018102）代表
者冨永昭穂

東京都葛飾区東金町３
－１７－４

東京
東京都葛飾区東
金町３－１７－
４

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年12
月25日、監査を実施。5件の違反が認められた。（１）乗務時間等告示
の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（２）
乗務等の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1
項）、（３）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第1項）、（４）高齢運転者に対する指導監督違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（５）高齢運転者に対
する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条
第2項）

2 2

貨物 2021 6 22

有限会社上州屋実業（法
人番号
3070002034128）代表
者釜塚信子

群馬県館林市小桑原町
７６９－１４

本社
群馬県館林市小
桑原町７６９－
１４

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第23条
第1項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和2年11月27日及び令
和3年1月20日、監査を実施。4件の違反が認められた。（１）必要な員
数の運転者の確保違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第１
項）、（２）点検整備記録簿の保存義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条の2）、（３）運行管理者の講習受講義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項）、（４）報告義務違反（貨
物自動車運送事業法第60条第1項）

1 1

貨物 2021 6 22

エスエストランスポート
株式会社（法人番号
4040001049293）代表
者本田正行

千葉県千葉市若葉区小
倉台６－２５－１８

本社
千葉県千葉市若
葉区小倉台６－
２５－１８

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年12
月10日、監査を実施。3件の違反が認められた。（１）点呼の記録事項
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）、（２）運行記
録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、
（３）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第10条第1項）、

3 3

貨物 2021 6 22
有限会社宏友興業（法人
番号3040002033925）
代表者保土田勇

千葉県市川市北国分３
－１３－１２

本社
千葉県市川市北
国分３－１３－
１２

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

過積載運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和3年
4月8日、監査を実施。1件の違反が認められた。（１）過積載運送（貨
物自動車運送事業法第17条第3項）

3 3

貨物 2021 6 22
有限会社宍倉建材（法人
番号2040002066918）
代表者宍倉貴博

千葉県木更津市井尻９
９３－９

本社
千葉県木更津市
井尻９９３－９

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

過積載運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和3年
4月8日、監査を実施。1件の違反が認められた。（１）過積載運送（貨
物自動車運送事業法第17条第3項）

3 3

貨物 2021 6 22 大塚金三
東京都杉並区荻窪４－
３３－３

本社
東京都杉並区荻
窪４－３３－３

許可の取り消し
貨物自動車運送事業
法第32条

所在不明であることを端緒として調査を実施したところ、事業の無届
出休止・廃止が判明したことから、事業許可を取消したもの。

- -

貨物 2021 6 22 大沢一男
東京都豊島区西巣鴨１
－１６－４

本社
東京都豊島区西
巣鴨１－１６－
４

許可の取り消し
貨物自動車運送事業
法第32条

所在不明であることを端緒として調査を実施したところ、事業の無届
出休止・廃止が判明したことから、事業許可を取消したもの。

- -

貨物 2021 6 22
野島運輸株式会社（法人
番号-）代表者野島茂

東京都練馬区谷原４－
１９－２９

本社
東京都練馬区谷
原４－１９－２
９

許可の取り消し
貨物自動車運送事業
法第32条

所在不明であることを端緒として調査を実施したところ、事業の無届
出休止・廃止が判明したことから、事業許可を取消したもの。

- -

貨物 2021 6 22

有限会社田中運送店（法
人番号
7011602006468）代表
者田中幸一

東京都練馬区大泉町２
－６３－１

本社
東京都練馬区大
泉町２－６３－
１

許可の取り消し
貨物自動車運送事業
法第32条

所在不明であることを端緒として調査を実施したところ、事業の無届
出休止・廃止が判明したことから、事業許可を取消したもの。

- -

貨物 2021 6 22
デラップス運輸有限会社
（法人番号-）代表者柴
生田諭吉

東京都練馬区大泉学園
町５３６６

本社
東京都練馬区大
泉学園町５３６
６

許可の取り消し
貨物自動車運送事業
法第32条

所在不明であることを端緒として調査を実施したところ、事業の無届
出休止・廃止が判明したことから、事業許可を取消したもの。

- -

貨物 2021 6 22
日本陸運送株式会社（法
人番号-）代表者田中清
松

東京都江東区深川新大
橋１－１１

本社
東京都江東区深
川新大橋１－１
１

許可の取り消し
貨物自動車運送事業
法第32条

所在不明であることを端緒として調査を実施したところ、事業の無届
出休止・廃止が判明したことから、事業許可を取消したもの。

- -

貨物 2021 6 22
井上運輸有限会社（法人
番号3010602000344）
代表者井上功

東京都江東区扇橋２－
５－４

本社
東京都江東区扇
橋２－５－４

許可の取り消し
貨物自動車運送事業
法第32条

所在不明であることを端緒として調査を実施したところ、事業の無届
出休止・廃止が判明したことから、事業許可を取消したもの。

- -

貨物 2021 6 22
有限会社天覧通商（法人
番号2030002120915）
代表者田代満江

埼玉県飯能市青木２３
３－９

本社
埼玉県飯能市青
木２３３－９

許可の取り消し
貨物自動車運送事業
法第32条

所在不明であることを端緒として調査を実施したところ、事業の無届
出休止・廃止が判明したことから、事業許可を取消したもの。

- -

貨物 2021 6 22
有限会社秀栄（法人番号
4070002002785）代表
者太田秀雄

群馬県前橋市天川原町
１３８

本社
群馬県前橋市上
佐鳥町４３３－
１

許可の取り消し
貨物自動車運送事業
法第32条

所在不明であることを端緒として調査を実施したところ、事業の無届
出廃止が判明したことから、事業許可を取消したもの。

- -



貨物 2021 6 22

有限会社フラッシュ・イ
ン・トランスポート（法
人番号
9070002025377）代表
者山賀省治

群馬県みどり市笠懸町
久宮 ５３３－２０

本社
群馬県みどり市
笠懸町久宮 ５３
３－２０

許可の取り消し
貨物自動車運送事業
法第32条

所在不明であることを端緒として調査を実施したところ、事業の無届
出廃止が判明したことから、事業許可を取消したもの。

- -

貨物 2021 6 22
有限会社丸石商事（法人
番号9070002037125）
代表者石坂和志

群馬県吾妻郡中之条町
青山６－３

本社
群馬県吾妻郡中
之条町大字横尾
１５１８

許可の取り消し
貨物自動車運送事業
法第32条

所在不明であることを端緒として調査を実施したところ、事業の無届
出休止・廃止が判明したことから、事業許可を取消したもの。

- -

貨物 2021 6 22

有限会社アイエスディー
サービス（法人番号
7120102013864）代表
者石田誠孝

大阪府羽曳野市河原城
678番地

本社
大阪府羽曳野市
河原城678-2

輸送施設の使用停止
（90日車）

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

令和2年7月29日及び同年9月15日、公安委員会からの通知を端緒に監査
を実施。10件の違反が認められた。（1）事業計画変更認可違反【自動
車車庫の位置及び収容能力違反】（貨物自動車運送事業法施行規則第2
条第1項第4号）、（2）疾病、疲労等のおそれのある乗務（貨物自動車
運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第6項）、（3）点呼
の実施違反【未実施】（安全規則第7条第1項～第3項）、（4）点呼の
記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、（5）（6）
乗務等の記録違反【記録】及び【記載事項等の不備】（安全規則第8
条）、（7）運行記録計による記録違反【記録】（安全規則第9条）、
（8）運行指示書【作成、指示又は携行の義務違反】(安全規則第9条の
3第1項～第3項)、（9）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転
者に対して行う指導及び監督の指針」（以下「指導監督告示」）によ
る運転者に対する指導及び監督違反【一部不適切】（安全規則第10条
第1項）、（10）指導監督告示による運転者に対する特別な指導及び運
転適性診断受診義務違反【運転適性診断の受診状況】（安全規則第10
条第2項）

9 9

貨物 2021 6 22
大和通商株式会社（法人
番号3120901016699）
代表者栗崎尚之

大阪府高槻市日向町24-
1

摂津
大阪府摂津市鶴
野4丁目24番6号

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(駐
停車違反)が過去一年以内に3件に達した。（1）運転者の指導監督義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

タクシー 2021 6 22

盈進自動車株式会社（法
人番号
1010801001401） 代
表者山田能成

東京都大田区東糀谷3-
16-10

本社営業所
東京都大田区東
糀谷1-9-15-101

輸送施設の使用停止
（10日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第３８条第
２項

令和2年10月7日及び令和2年10月23日、救護義務違反があった旨公安
委員会からの通知を端緒として監査を実施。3件の違反が認められた。
(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以
下､運輸規則)第38条第1項)､(2)高齢運転者に対する告示で定める特別な
指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､(3)高齢運転者に対する適性診断
受診義務違反(運輸規則第38条第2項)

1 1

タクシー 2021 6 22 一橋 隆男 東京都練馬区 個人 東京都練馬区
輸送施設の使用停止
（２０日車）及び輸
送の安全確保命令

タクシー適正化・活
性化法第１６条の４
第１項

令和2年7月28日及び令和2年10月19日、法令違反の疑いがある旨の情
報を端緒として監査を実施。2件の違反が認められた。(1)運賃変更届出
違反(ﾀｸｼｰ適正化･活性化法第16条の4第1項)､(2)乗務記録の記録事項の
不備(旅客自動車運送事業運輸規則第25条第3項)

2 2

乗合バス 2021 6 22

長崎自動車株式会社（法
人番号
2310001001369）代表
者嶋崎真英

長崎県長崎市新地町３
番１７号

神の島営業
所

長崎県長崎市神
の島町1丁目331
番地65号

文書勧告
道路運送法第２７条
第３項

令和3年6月3日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)早発の禁止違
反（旅客自動車運送事業運輸規則第12条）

2 2

貨物 2021 6 23

サンライズ産業株式会社
（法人番号
4420001010605） 代
表者工藤博文

青森県弘前市大字一町
田字早稲田863

大館営業所
秋田県大館市釈
迦内字稲荷山下
159番地

文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項、法第17条
第4項

令和3年1月29日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、2件の違
反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第3条第4項）、（2）運転者に対
する指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）

2 0

タクシー 2021 6 23

株式会社弘前駅前タク
シー（法人番号
8420001009370） 代
表者三上智史

青森県弘前市大字駅前2
丁目4番地3

本社営業所
青森県弘前市大
字境関字豊川8番
地2号

輸送施設の使用停止
（50日車）及び文書
警告

道路運送法第27条第
3項

令和3年1月14日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、4件の違
反が認められた｡（1）疾病･疲労等のおそれのある乗務（旅客自動車運
送事業運輸規則（以下｢運輸規則｣）第21条第5項）、（2）運転者に対
する指導監督義務違反（運輸規則第38条第1項）、（3）高齢運転者に
対する指導義務違反（運輸規則第38条第2項）、（4）初任運転者及び
高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第38条第2項）

5 5

タクシー 2021 6 23
うど交通株式会社（法人
番号7080001000539)
代表者山本敏弘

静岡県静岡市駿河区国
吉田4丁目10番1号

宮加三営業
所

静岡県静岡市清
水区宮加三字山
下781番地の5

輸送施設の使用停止
(20日車)及び文書警
告

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和3年3月5日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として、監査を実
施。3件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅
客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)､(2)特定の運転者に対する指導
義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)､(3)特定の運転者
に対する運転適性診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2
項)

2 2

貨物 2021 6 24
有限会社岩下流通（法人
番号5220002013444）
代表者岩下強

石川県能美市鍋谷町二
412番地

本社営業所
石川県能美市鍋
谷町二412番地1

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項及び同条
第4項

令和2年12月7日、監査実施。7件の違反が認められた。（1）乗務時間
等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）（2）１箇月の拘束時間に関する違反（安全規則第
3条第4項）（3）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項、第2項）
（4）点呼の記録義務違反（安全規則第7条第5項）（5）点呼の記録記
載不備（安全規則第7条第5項）（6）運転者台帳の作成義務違反（安全
規則第9条の5第1項）（7）運転者台帳の記載不備（安全規則第9条の5
第1項）

4 4

貨物 2021 6 24
岡栄二（オール高知サー
ビスセンター） 代表者
岡栄二

高知県高知市みづき2-
709

本店営業所
高知県高知市薊
野西町3-2-2

輸送の安全確保命
令、輸送施設の使用
停止（260日車）、文
書警告

貨物自動車運送事業
法第8条第1項、第9
条第1項、第3項前
段、第11条、第17
条第1項第2号、第4
項、第24条の3、第
60条第1項、道路運
送法第95条

令和2年9月30日及び同年10月19日、貨物自動車運送事業に関する監査
方針に基づき監査を実施したところ、20件の違反が確認された。（1）
事業計画で定める自動車車庫について、事業計画どおり業務を行って
いなかったこと（貨物自動車運送事業法（以下「法」）第8条第1
項）、（2）営業所の掲示事項が不適切であったこと（法第11条）、
（3）事業報告書及び事業実績報告書の提出をしていなかったこと（法
第60条第1項）、（4）自動車車庫の位置及び収容能力に係る事業計画
変更認可を受けていなかったこと（貨物自動車運送事業法施行規則
（以下「施行規則」）第2条第1項第4号）、（5）営業所に配置する車
両数等の変更を届け出ていなかったこと（施行規則第6条第1項第1
号）、（6）輸送の安全にかかわる情報を公表していなかったこと（貨
物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第2条の8）、
（7）運転者に対する点呼が確実になされていなかったこと（安全規則
第7条第1項、第2項、第3項）、（8）運転者に対する点呼の実施結果の
記録内容が不適切であったこと（安全規則第7条第5項）、（9）運転者
に対する点呼の記録簿に不実記載を行っていたこと（安全規則第7条第
5項）、（10）運転者の乗務について定められた事項の記録が確実にな
されていなかったこと（安全規則第8条）、（11）運転者の乗務につい
て定められた事項の記録が不適切であったこと（安全規則第8条）、
（12）運転者の乗務について定められた事項の記録に不実記載を行っ
ていたこと（安全規則第8条）、（13）運転者台帳について定められた
事項の記録が不適切であったこと（安全規則第9条の5第1項）、（14）

26 26

タクシー 2021 6 24

ダイヤ交通株式会社西
(法人番号
6120001026522) 代表
者山田正弘

大阪府大阪市此花区春
日出中1丁目23番16号

本社
大阪府大阪市此
花区春日出中1丁
目23番16号

輸送施設の使用停止
(44日車)

道路運送法(以下｢
法｣)第13条

令和3年2月25日、苦情を端緒として調査を実施。1件の違反が認められ
た。運送引受義務違反(法第13条)

5 5

貨物 2021 6 25
大昭運輸株式会社（法人
番号4400001003866）
代表者黒澤信

岩手県紫波郡紫波町犬
渕字南谷地32番地12

本社営業所
岩手県紫波郡紫
波町犬渕字南谷
地32番地12

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和3年6月22日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、3件の違
反が認められた｡（1）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則（以下｢安全規則｣）第7条第2項、第3項）、（2）点呼の記録
事項義務違反（安全規則第7条第5項）、（3）運転者に対する指導監督
義務違反（安全規則第10条第1項）

0 0



貨物 2021 6 25
株式会社齋藤運輸（法人
番号6400001005316）
代表者齋藤政喜

岩手県花巻市上小舟渡
530番地

本社営業所
岩手県花巻市上
小舟渡530番地

輸送施設の使用停止
（30日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項1号、法第
17条第4項

令和2年8月25日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、3件の違
反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第3条第4項）、（2）運転者台帳
の作成義務違反（安全規則第9条の5第1項）、（3）運転者に対する指
導監督義務違反（安全規則第10条第1項）

3 3

貨物 2021 6 25

ワイエスライン株式会社
（法人番号
2180301022112) 代表
者大林由昇

愛知県豊橋市藤並町字
相生2番地1

豊橋営業所
愛知県豊橋市藤
並町字相生2番地
1

輸送施設の使用停止
(130日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第6条第1
項第1号

令和2年10月9日及び令和2年10月20日､重傷事故を引き起こしたことを
端緒として､監査を実施｡16件の違反が認められた｡(1)配置車両数違反
(貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1号)､(2)乗務時間等基準
告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(3)点呼
の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2
項並びに第3項)､(4)点呼の実施不適切(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条第1項及び第2項並びに第3項)､(5)点呼の記録義務違反(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(6)点呼の記録記載事項不備(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(7)点呼の記録不実記載(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(8)乗務等の記録義務違反(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(9)運行記録計による記録義務違
反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(10)運行指示書の作成義務
違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)､(11)運行指示書
の記載事項等の不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1
項)､(12)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第9条の5第1項)､(13)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第10条第1項)､(14)運転者に対する指導監督記録義
務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(15)特定の運転
者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項)､(16)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第2項)

13 13

タクシー 2021 6 25

大阪相互タクシー株式会
社(法人番号
5120101001368) 代表
者多田精一

大阪府堺市西区鳳東町6
丁666番地の2

本社
大阪府堺市西区
鳳東町6丁666番
地の2

文書警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法108条の34の規定に基づく通知件数(放置
駐車違反)が過去一年以内に3件に達した。｢旅客自動車運送事業者が事
業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針｣による運転者に
対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

タクシー 2021 6 25

ダイヤ交通株式会社大阪
(法人番号
1120001052218) 代表
者山田正弘

大阪府大阪市城東区新
喜多1丁目3番7号

本社
大阪府大阪市城
東区新喜多1丁目
3番7号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法108条の34の規定に基づく通知件数(放置
駐車違反)が過去一年以内に3件に達した。｢旅客自動車運送事業者が事
業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針｣による運転者に
対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

6 0

タクシー 2021 6 25

ユタカ中央交通株式会社
(法人番号
5120101024765) 代表
者薬師寺薰

大阪府堺市西区鳳東町6
丁626番地の1

本社
大阪府堺市鳳東
町6-626-1

文書警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法108条の34の規定に基づく通知件数(放置
駐車違反)が過去一年以内に3件に達した。｢旅客自動車運送事業者が事
業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針｣による運転者に
対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

5 0

タクシー 2021 6 25

ワンコインドーム株式会
社(法人番号
5120001104816) 代表
者町野革

大阪府大阪市西区千代
崎3-7-2

本社
大阪府大阪市西
区千代崎3-7-2

文書警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法108条の34の規定に基づく通知件数(放置
駐車違反)が過去一年以内に3件に達した。｢旅客自動車運送事業者が事
業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針｣による運転者に
対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

貨物 2021 6 28
キスモ株式会社（法人番
号9220001002262）
代表者林泰三

石川県金沢市西泉3丁目
2番地1

本社営業所
石川県金沢市西
泉3丁目2番地1

事業停止（30日間）

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
18条第1項及び同条
第3項

令和3年1月26日、監査実施。2件の違反が認められた。（1）運行管理
者の選任違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第18条第1項）（2）運行管理者の解任の未届出、虚偽届出（安
全規則第19条）

30 30

貨物 2021 6 28

オー・ティー産業有限会
社（法人番号
2480002007613） 代
表者小川透

徳島県小松島市櫛渕町
字小松67-4

本社営業所
徳島県小松島市
大林町字蛭子免
27-2

輸送施設の使用停止
（40日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法第9条第3項後段、
第17条第1項第1
号、第4項、第60条
第1項

令和2年7月27日及び同年8月20日、労働局からの通報を端緒として監査
を実施したところ、9件の違反が確認された。（1）主たる事務所の位
置変更について届出をしていなかったこと（貨物自動車運送事業法施
行規則第7条第1項第1号）、（2）運転者の過労防止に関する措置が不
適切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度を超え、また所
定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4
項）、（3）運転者に対する点呼が確実になされていなかったこと（安
全規則第7条第1項、第2項、第3項）、（4）運転者に対する点呼の実施
結果の記録内容が不適切であったこと（安全規則第7条第5項）、（5）
運転者の乗務について定められた事項の記録が不適切であったこと
（安全規則第8条）、（6）運行記録計による記録が確実になされてい
なかったこと（安全規則第9条）、（7）運行指示書を作成していな
かったこと（安全規則第9条の3第1項、第2項、第3項）、（8）事業用
自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督
の記録が確実になされていなかったこと（安全規則第10条第1項）、
（9）事業報告書及び事業実績報告書の提出をしていなかったこと（貨
物自動車運送事業法第60条第1項）

4 4

貨物 2021 6 28
有限会社東建興業（法人
番号4490002012890）
代表者森澤一典

高知県安芸市東浜480 本社営業所
高知県安芸市東
浜字東カキノ木
480-3

輸送施設の使用停止
（30日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号、第4項

令和3年2月8日及び同年同月16日、貨物自動車運送事業に関する監査方
針に基づき監査を実施したところ、5件の違反が確認された。（1）運
転者の過労防止に関する措置が不適切であり、連続運転時間の限度を
超えて乗務していた者があったこと（貨物自動車運送事業輸送安全規
則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）運転者の健康状態の把握
が確実になされていなかったこと（安全規則第3条第6項）、（3）運転
者に対する点呼が確実になされていなかったこと（安全規則第7条第1
項、第2項、第3項）、（4）運転者に対する点呼の実施結果の記録内容
が不適切であったこと（安全規則第7条第5項）、（5）運行記録計によ
る記録が確実になされていなかったこと（安全規則第9条）

3 3

貨物 2021 6 29
有限会社新創（法人番号
7390002014746） 代
表者髙橋芳夫

山形県米沢市大字李山
5606番地1

本社営業所
山形県米沢市大
字李山5606番地1

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和3年6月15日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、2件の違
反が認められた｡（1）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第7条第3項）、（2）定期点検整備の実施違反（道路運送車両
法第48条）

0 0

貨物 2021 6 29

株式会社セカンド・ス
テージ（法人番号
4011701014358）代表
者川田成明

東京都江戸川区南小岩
１－１３－６

事業本部
東京都江戸川区
上篠崎４－１１
－７

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

過積載運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年
10月27日、監査を実施。1件の違反が認められた。（１）過積載運送
（貨物自動車運送事業法第17条第3項）

3 3

貨物 2021 6 29
丸勝運輸有限会社（法人
番号5040002085089）
代表者伊藤健二

千葉県旭市駒込４９０
－３

本社
千葉県旭市駒込
４９０－３

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

過積載運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和3年
4月16日、監査を実施。1件の違反が認められた。（１）過積載運送
（貨物自動車運送事業法第17条第3項）

3 3

貨物 2021 6 29
有限会社干潟運送（法人
番号4040002085057）
代表者内田淳美

千葉県旭市萬力２７１
８－３

本社
千葉県旭市萬力
２９１４－２

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

過積載運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和3年
4月13日、監査を実施。1件の違反が認められた。（１）過積載運送
（貨物自動車運送事業法第17条第3項）

3 3



貨物 2021 6 29
坂井運輸株式会社（法人
番号7210001007124)
代表者坪田和美

福井県あわら市市姫5丁
目1番32号

本社営業所
福井県あわら市
南金津41字一本
松2番地

輸送施設の使用停止
(40日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和3年1月27日､酒気帯び運転をしたことを端緒として､監査を実施｡17
件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)定期点検未実施(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第3条の2)､(3)点検整備記録簿等の未記載(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第3条の2)､(4)点呼の実施義務違反(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)､(5)点呼の実施
不適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに
第3項)､(6)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第8条)､(7)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第9条)､(8)事故の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第9条の2)､(9)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条の3第1項)､(10)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(11)運転者に対する指導監
督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(12)運転者
に対する指導監督記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10
条第1項)､(13)運転者に対する指導監督記録記載事項不備(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第10条第1項)､(14)特定の運転者に対する指導義務
違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(15)特定の運転者
に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条
第2項)､(16)運行管理者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第22条)､(17)運行管理規程の記載事項不適切(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第21条第1項)

4 4

貨物 2021 6 29
有限会社大賀商店（法人
番号5330002015644 ）
代表者大賀健

熊本県熊本市南区南高
江1丁目11番135号

本社営業所
熊本県熊本市南
区南高江1丁目11
番135号

輸送施設の使用停止
（40日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第8
条第1項、法第17条
第1項第1号、法第
17条第1項第2号、
法第17条第4項、道
路運送法第95条、道
路運送車両法第48条

令和2年12月15日、監査実施。12件の違反が認められた。(1)事業計画
(自動車車庫)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法第8
条第1項)、(2)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業法輸送
安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(3)乗務時間等の基準なお書
き違反(安全規則第3条第4項)、(4)疾病、疲労等のおそれのある乗務(安
全規則第3条第6項)、(5)定期点検整備の実施違反(安全規則第3条の2、
道路運送車両法第48条)、(6)点呼の実施義務違反等(安全規則第7条)、
(7)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(8)点呼の記録事項義務
違反(安全規則第7条第5項)、(9)運行指示書の記載事項義務違反(安全規
則第9条の3第1項)、(10)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条
の5第1項)、(11)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、
(12)自動車に関する表示義務違反（道路運送法第95条）

4 4

貨物 2021 6 29

藤澤環境開発株式会社
（法人番号
4320001002406 ） 代
表者松井勝

大分県大分市久原中央4
丁目7-1

大牟田営業
所

福岡県大牟田市
四山町80-26

輸送施設の使用停止
（20日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第8
条第1項、法第17条
第1項第1号、法第
17条第4項

令和3年2月24日、監査実施。5件の違反が認められた。(1)事業計画(配
置車両数)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法第8条
第1項)、(2)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(3)点呼の記録事項義務違反(安
全規則第7条第5項)、(4)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条
第1項)、(5)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項)

2 2

タクシー 2021 6 29 齋藤 和夫 東京都足立区 個人 東京都足立区
輸送施設の使用停止
（80日車）

道路運送法第２５条
令和2年11月27日、法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として調査を
実施。1件の違反が認められた。(1)運転者の制限違反(道路運送法第25
条)

8 8

タクシー 2021 6 29

八洲自動車株式会社（法
人番号
5010601007314） 代
表者永峯豊子

東京都江東区清澄1-3-
15

本社営業所
東京都江東区清
澄1-3-15

輸送施設の使用停止
（10日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第３８条第
２項

令和2年10月28日及び令和2年11月13日、救護義務違反があった旨公安
委員会からの通知を端緒として監査を実施。3件の違反が認められた。
(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以
下､運輸規則)第38条第1項)､(2)高齢運転者に対する告示で定める特別な
指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､(3)高齢運転者に対する適性診断
受診義務違反(運輸規則第38条第2項)

1 1

貨物 2021 6 30

株式会社ジェイエヌサー
ビス（法人番号
8080001014257) 代表
者中野順三

静岡県島田市大柳南642 本社営業所
静岡県島田市大
柳南642

輸送施設の使用停止
(10日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和2年10月5日､関係機関からの情報に基づき､監査を実施｡8件の違反
が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第4項)､(2)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第7条第5項)､(3)点呼の記録保存義務違反(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(4)運転者台帳の記載事項等不備(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(5)特定の運転者に対す
る指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(6)特
定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第2項)､(7)社会保険等未加入(貨物自動車運送事業法第24条
の4)､(8)事業報告書及び事業実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法
第60条第1項)

1 1

タクシー 2021 6 30
東都交通株式会社（法人
番号1011501003225）
代表者木原光資

東京都北区豊島1-19-12 本社営業所
東京都北区豊島
1-19-12

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第３８条第
１項

令和3年4月14日及び令和3年6月22日、救護義務違反があった旨公安委
員会からの通知を端緒として監査を実施。1件の違反が認められた。(1)
運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条
第1項)

0 0

貨物 2021 7 1
株式会社愛濃技建（法人
番号4200001026284)
代表者小林愛郷

岐阜県郡上市八幡町初
納536番地の2

本社営業所
岐阜県郡上市八
幡町初納536番地
の2

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和3年6月25日､監査方針に基づき､監査を実施｡2件の違反が認められ
た｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第4項)､(2)運転者台帳の保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第9条の5第2項)

0 0

貨物 2021 7 1

株式会社ティーユーロジ
ネット(法人番号
7240001036987） 代
表者北浦大作

広島県安芸郡坂町北新
地1丁目4-31

西部物流セ
ンター

広島県広島市西
区草津港1丁目5-
6

輸送施設の使用停止
（20日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
9条第1項及び法第
17条第4項

令和2年7月22日及び同年9月11日、死亡事故を端緒として監査を実施。
6件の違反が認められた。（1）事業計画の変更認可違反（車庫）（貨
物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号）、(2)点呼の記録事項
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第
７条第5項）、(3)運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条
第1項）、(4)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反（安全規則第
10条第1項）、(5)特定の運転者に対する特別な指導義務違反（安全規
則第10条第2項）、(6)特定の運転者に対する適性診断受診義務違反
（安全規則第10条第2項）

2 2

タクシー 2021 7 1

京成タクシーあたご 株
式会社（法人番号
2040001071357） 代
表者鶴岡良樹

千葉県野田市野田560 本社営業所
千葉県野田市野
田560

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第２４条

令和3年4月22日、死亡事故があった旨公安委員会からの通知を端緒と
して監査を実施。6件の違反が認められた。(1)運行管理補助者の要件違
反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第47条の9第3項)､(2)
点呼の実施等義務違反(運輸規則第24条)､(3)運転者に対する指導監督義
務違反(運輸規則第38条第1項)､(4)定期点検整備の未実施(道路運送車両
法第48条)､(5)苦情処理の記録義務違反(運輸規則第3条第2項)､(6)指導
主任者の選任･解任届出義務違反(運輸規則第68条第1項第3号､第4号)

0 0

タクシー 2021 7 2

有限会社高砂タクシー
（法人番号
7370002007982） 代
表者板垣博

宮城県仙台市宮城野区
鶴ヶ谷東2丁目35番1号

本社営業所
宮城県仙台市宮
城野区鶴ヶ谷東2
丁目84番地1

輸送施設の使用停止
（10日車）

道路運送法第27条第
3項

令和3年4月21日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、1件の違
反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反（旅客自動車
運送事業運輸規則第38条第1項）

1 1

貸切バス 2021 7 2
越前観光株式会社（法人
番号4210001012366)
代表者仲保春義

福井県丹生郡越前町厨
第49号1番地

鯖江営業所
福井県鯖江市平
井町第16字宗利3
番地1号､2号

輸送施設の使用停止
（60日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第45条

令和3年2月24日、監査方針に基づき、監査を実施。1件の違反が認めら
れた。(1)無車検運行(旅客自動車運送事業運輸規則第45条)

6 6



貨物 2021 7 5
大翔陸運株式会社（法人
番号2180001110828)
代表者木村篤志

愛知県名古屋市港区港
栄4丁目3番17号都ﾋﾞﾙ築
地2階

本社営業所

愛知県名古屋市
港区港栄4丁目3
番17号都ﾋﾞﾙ築地
2階

輸送施設の使用停止
(30日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和元年11月12日及び令和2年10月6日､死亡事故を引き起こしたこと
等を端緒として､監査を実施｡10件の違反が認められた｡(1)乗務時間等
基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)
健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)､(3)点呼
の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2
項並びに第3項)､(4)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第5項)､(5)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第7条第5項)､(6)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第9条)､(7)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)､(8)運転者に対する指導監督義務
違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(9)特定の運転者
に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条
第2項)､(10)事業実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項)

3 3

貸切バス 2021 7 5

株式会社昭和観光バス
（法人番号
2380001015619） 代
表者岡本吉輔

福島県南相馬市原町区
下太田字川内迫163-1

本社営業所
福島県南相馬市
原町区下太田字
川内迫163-1

文書警告（処分日車
数20日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3.(6)
による）

道路運送法第27条第
3項

令和3年5月31日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、1件の違
反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反（旅客自動車
運送事業運輸規則第38条第1項）

2 2

貸切バス 2021 7 5

株式会社昭和観光バス
（法人番号
2380001015619） 代
表者岡本吉輔

福島県南相馬市原町区
下太田字川内迫163番地
の1

本社営業所

福島県南相馬市
原町区下太田字
川内迫163番地の
1

文書警告(処分日車数
20日車のため、一般
貸切旅客自動車運送
事業者に対する行政
処分等の基準3.(6)に
よる)

道路運送法第27条第
3項

令和3年5月31日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、1件の違
反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反（旅客自動車
運送事業運輸規則第38条第1項）

2 2

貨物 2021 7 6

有限会社キョートー（法
人番号
4090002010729） 代
表者古屋 宝

山梨県山梨市万力１０
９９

甲府
山梨県甲府市東
下条町２８８

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条

行政処分等を受けたにもかかわらず改善が認められないことを端緒と
して、令和2年10月20日、監査を実施。7件の違反が認められた。
（１）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条）、（２）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第9条）、（３）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（４）運行管理補助者の要件違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項）、（５）事業計画
の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、（６）報告義
務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）（７）自動車に関する表
示義務違反（道路運送法第95条）

6 6

貨物 2021 7 6

磐双サービス物流有限会
社（法人番号
6030002067137） 代
表者高木 松善

埼玉県加須市平永４７
０

本社
埼玉県新座市大
和田１－２２－
８

輸送施設の使用停止
（285日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の2

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和2年9月28日及び同
年10月19日、監査を実施。17件の違反が認められた。（１）乗務時間
等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、
（２）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3
条第6項）、（３）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第7条）、（４）アルコール検知器備え義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第7条第4項）、（５）乗務等の記録事項違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（６）運行記録計によ
る記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（７）運
転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10
条第1項）、（８）初任・高齢運転者に対する指導監督違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（９）初任・高齢運転者に対
する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条
第2項）、（１０）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条の2）、（１１）運行管理者の講習受講義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項）、（１２）事業計画の変更
認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、（１３）事業計画事
前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）、（１４）事業計画
事後届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）、（１５）事業の
適確な遂行に係る遵守事項のうち社会保険等に未加入のもの（貨物自
動車運送事業法第24条の4）、（１６）報告義務違反（貨物自動車運送
事業法第60条第1項）、（１７）自動車に関する表示義務違反（道路運

29 29

貨物 2021 7 6
ゴールド有限会社（法人
番号9030002027848）
代表者佐々木 正勝

埼玉県戸田市笹目５－
９－２４

本社
埼玉県戸田市笹
目５－１０－５

輸送施設の使用停止
（80日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

労働局からの通報を端緒として、令和2年10月30日、監査を実施。5件
の違反が認められた。（１）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第3条第6項）、（２）点呼の実施義務違反等（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（３）運行記録計による記録
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（４）運転者に
対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1
項）、（５）事業の適確な遂行に係る遵守事項のうち社会保険等に未
加入のもの（貨物自動車運送事業法第24条の4）

8 8

貨物 2021 7 6

ピアノ運送株式会社（法
人番号
3010401025030） 代
表者花井 宏眞

東京都港区芝公園１－
２－９

埼玉
埼玉県戸田市新
曽字柳原３６９

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年11
月17日及び同年12月22日、監査を実施。5件の違反が認められた。
（１）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条）、（２）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第8条第1項）、（３）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第9条）、（４）運転者に対する指導監督違反等
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（５）定期点検整
備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2）

1 1

貨物 2021 7 6

ベストエクスプレス株式
会社（法人番号
9040001044769） 代
表者野尻 孝二

千葉県成田市本三里塚
１００１－１２７２

本社
千葉県成田市本
三里塚１００１
－１２７２

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

酒酔い運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年
12月9日及び同年12月18日、監査を実施。7件の違反が認められた。
（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第3条第4項）、（２）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条）、（３）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（４）初任運転者に対する適
性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項）、（５）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条の2）、（６）整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第3条の4）、（７）報告義務違反（貨物自動車
運送事業法第60条第1項）

6 6



貨物 2021 7 6
有限会社湯浅商会（法人
番号7011802019996）
代表者湯浅 一志

東京都足立区加平２－
４－７

茨城
茨城県那珂郡東
海村東海２－１
－１８

輸送施設の使用停止
（120日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和元年12月10日及び
令和2年1月22日、監査を実施。14件の違反が認められた。（１）乗務
時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4
項）、（２）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条第6項）、（３）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第7条）、（４）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第8条第1項）、（５）運行指示書の記載事項義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3）、（６）運転者に
対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1
項）、（７）初任運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第2項）、（８）初任運転者に対する適性診断受診
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（９）定
期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の
2）、（１０）整備管理者の選任（変更）未届出違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第52条）、（１１）運行
管理補助者の要件違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3
項）、（１２）運行管理者の選任（解任）届出違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第19条）、（１３）事業計画の変更認可違反（貨物
自動車運送事業法第9条第1項）、（１４）事業計画事前届出違反（貨
物自動車運送事業法第9条第3項）

12 12

貨物 2021 7 6

アートコーポレーション
株式会社（法人番号
8122001015081）代表
者寺田政登

大阪府大阪市中央区城
見1丁目2番27号

八尾支店
大阪府八尾市萱
振町5丁目11番4
号

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(駐
停車違反)が過去１年以内に3件に達した。（1）運転者の指導監督義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2021 7 6
池田興業株式会社(法人
番号9290801005094）
代表者池田哲

福岡県北九州市門司区
大里本町2丁目2-5

岩国支店
山口県岩国市日
の出町2

輸送施設の使用停止
（55日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項第1号、
同項第2号及び同条
第4項

令和2年6月25日及び同年10月2日、情報提供を端緒として監査を実施。
7件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）事
業用自動車の定期点検整備義務違反（安全規則第3条の2）、（3）点呼
の記録義務違反（安全規則第7条第5項）、（4）点呼の記録事項義務違
反（安全規則第7条第5項）、（5）運行指示書の記載事項義務違反（安
全規則第9条の3第1項、第2項及び第3項）、（6）運転者に対する指導
監督義務違反（安全規則第10条第1項）、（7）運転者に対する指導監
督の記録義務違反（安全規則第10条第1項）

6 6

タクシー 2021 7 6
株式会社西部交通（法人
番号1290002014968）
代表者古賀憲男

福岡県北九州市八幡西
区割子川2-17-32

共栄タク
シー営業所

福岡県福岡市博
多区東平尾1-14-
10

輸送施設の使用停止
（40日車）、文書警
告

道路運送法第27条第
3項

令和2年11月16日、監査実施。11件の違反が認められた。(1)乗務時間
等の基準の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則（以下「安全規
則」）第21条第1項）、(2)点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条
第5項）、(3)乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第25条）、(4)運行
記録計による記録義務違反（運輸規則第26条第2項）、(5)乗務員台帳
の作成義務違反（運輸規則第37条第1項）、(6)乗務員台帳の記載事項
義務違反（運輸規則第37条第1項）、(7)運転者に対する指導監督違反
（運輸規則第38条第1項）、(8)運転者に対する指導監督の記録保存違
反（運輸規則第38条第1項）、(9)運転者に対する指導監督の記載事項
義務違反（運輸規則第38条第1項）、(10)特定運転者に対する特別な指
導監督違反（運輸規則第38条第2項）、(11)特定運転者に対する適性診
断受診義務違反（運輸規則第38条第2項）

4 4

乗合バス 2021 7 6

株式会社平成エンタープ
ライズ（法人番号
5030001048782） 代
表者 田倉 貴弥

埼玉県志木市本町5-22-
26

千葉営業所
千葉県市原市玉
前西1-3-25

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第25条第1
項

令和3年4月21日及び令和3年4月28日、増車を行ったことを端緒に監査
を実施。2件の違反が認められた。(1)乗務等の記録の記録事項不備(旅
客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第25条第1項)､(2)運転者に
対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)

0 0

貸切バス 2021 7 6

株式会社平成エンタープ
ライズ（法人番号
5030001048782） 代
表者 田倉 貴弥

埼玉県志木市本町5-22-
26

千葉営業所
千葉県市原市玉
前西1-3-25

文書警告（処分日車
数50日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第24条第5
項

令和3年4月21日及び令和3年4月28日、増車を行ったことを端緒に監査
を実施。5件の違反が認められた。(1)点呼の記録義務違反(旅客自動車
運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第24条第5項)､(2)運転者に対する指
導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)､(3)運送引受書の記載事項の
不備(運輸規則第7条の2第1項)､(4)運行指示書の記載事項不備(運輸規則
第28条の2第1項)､(5)事業計画の事前変更届出違反(道路運送法第15条
第3項)

5 5

貨物 2021 7 7

ホクサン株式会社（法人
番号８４５０００１０１
０４９９） 代表者石戸
谷望

北海道紋別市落石町４
丁目６番９号

本社営業所
北海道紋別市落
石町４丁目６番
９号

輸送施設の使用停止
（２０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項第１
号、法第１７条第１
項第２号、法第１７
条第４項

令和２年１１月１７日及び令和２年１１月２６日、その他事故、法令
違反、事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。６件の違反が認
められた。（１）乗務時間等の基準の遵守義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、（２）定期
点検整備の実施義務違反（安全規則第３条の２）、（３）点呼の実施
義務違反（安全規則第７条第１項、第２項）、（４）乗務等の記録事
項義務違反（安全規則第８条）、（５）事故の記録義務違反（安全規
則第９条の２）、（６）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則
第１０条第１項）

5 2

貨物 2021 7 7

富山ミナト運輸株式会社
（法人番号
9230001002204） 代
表者酒井均

富山県富山市草島429番
地39

本社営業所
富山県富山市草
島429番地39

輸送施設の使用停止
（80日車）

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項及び法第
60条第1項

令和3年3月11日、監査実施。3件の違反が認められた。（1）整備不良
車両等（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条
の2、道路運送車両法第41条、47条）（2）点検整備記録簿の保存義務
違反（安全規則第3条の2、道路運送車両法第49条）（3）報告義務違反
（法第60条第1項）

8 8

貨物 2021 7 7

アジテーターサービス有
限会社（法人番号
8210002000151) 代表
者杉本元

福井県福井市江上町第
48号1番地1

本社営業所
福井県福井市江
上町第48号1番地
1

輸送施設の使用停止
(160日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和2年9月2日及び令和2年9月30日並びに令和2年11月18日､関係機関
からの情報を端緒として､監査を実施｡13件の違反が認められた｡(1)事
業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4
号)､(2)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第4項)､(3)定期点検未実施(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
3条の2)､(4)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第1項及び第2項)､(5)点呼の記録不実記載(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第7条第5項)､(6)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第8条)､(7)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第9条)､(8)運転者台帳の作成義務違反(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(9)運転者台帳の記載事項等不備
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(10)特定の運転者に
対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､
(11)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第2項)､(12)社会保険等未加入(貨物自動車運送事業法
第24条の4)､(13)事業報告書及び事業実績報告書未提出(貨物自動車運送
事業法第60条第1項)

16 16



貨物 2021 7 7

有限会社アジテータサー
ビスオガワ（法人番号
9200002020967) 代表
者小川晴司

岐阜県土岐市鶴里町柿
野413番地

本社営業所
愛知県春日井市
中切町３２番地

輸送施設の使用停止
(70日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第2号

令和2年9月15日､監査方針に基づき､監査を実施｡10件の違反が認められ
た｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第
1項第2号)､(2)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則
第2条第1項第4号)､(3)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法
施行規則第2条第1項第5号)､(4)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(5)点呼の記録記載事項不備(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(6)乗務等の記録記載事項
不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(7)運行記録計による記
録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(8)運転者台帳の
記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(9)
特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第10条第2項)､(10)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第10条第2項)

7 7

貨物 2021 7 7
久留米運送株式会社(法
人番号5290001048690)
代表者二又茂明

福岡県久留米市東櫛原
町353

宮崎支店
宮崎県宮崎市阿
波岐原町坊ノ下
2864

文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第4項

令和3年6月30日、監査実施。4件の違反が認められた。(1)運転者台帳
の記載事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規
則」)第9条の5第1項)、(2)貨物の積載方法違反(安全規則第5条)、(3)乗
務時間等の基準の遵守違反(安全規則第3条第4項)、(4)運転者に対する
指導監督違反(安全規則第10条第1項)

0 0

タクシー 2021 7 7
永楽交通株式会社（法人
番号2370001001537）
代表者笹川和男

宮城県仙台市太白区東
郡山1丁目1番11号

本社営業所
宮城県仙台市太
白区東郡山1丁目
210番2

輸送施設の使用停止
（10日車）

道路運送法第27条第
3項

令和3年2月4日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、1件の違
反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反（旅客自動車
運送事業運輸規則第38条第1項）

3 1

タクシー 2021 7 7

有限会社あきた県都交通
（法人番号
3410002004814） 代
表者照井由輝

秋田県秋田市寺内堂ﾉ沢
1丁目7番21号

本社営業所
秋田県秋田市寺
内堂ﾉ沢1丁目7番
21号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和3年1月28日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、1件の違
反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反（旅客自動車
運送事業運輸規則第38条第1項）

5 0

貨物 2021 7 12
株式会社埼玉磐根（法人
番号8030001074909）
代表者荒木 由紀子

東京都練馬区中村北４
－２０－１４ＭＭビル
６Ｆ（旧：埼玉県川口
市領家３－７－２）

本社
埼玉県川口市緑
町８－２４

事業停止（3日間）、
輸送施設の使用停止
（213日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第13条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和元年11月21日及び
同年12月24日、監査を実施。15件の違反が認められた。（１）乗務時
間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4
項）、（２）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条第6項）、（３）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第7条）、（４）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第8条第1項）、（５）運行記録計による記録義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（６）運転者に対す
る指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、
（７）高齢運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第2項）、（８）初任・高齢運転者に対する適性診断受診
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（９）定
期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の
2）、（１０）運行管理者に対する指導及び監督違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第22条）、（１１）事業計画の変更認可違反（貨物
自動車運送事業法第9条第1項）、（１２）事業計画事前届出違反（貨
物自動車運送事業法第9条第3項）、（１３）事業計画事後届出違反
（貨物自動車運送事業法第9条第3項）、（１４）報告義務違反（貨物
自動車運送事業報告規則第2条）、（１５）運賃及び料金の未届出（貨
物自動車運送事業報告規則第2条の2）
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株式会社ユービーエム
（法人番号
2140001070679）代表
者上田勝嗣

兵庫県西宮市今津出在
家町9-20

大阪
大阪府堺市西区
築港新町2丁6番7
号

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和2年11月27日、公安委員会からの通知を端緒に監査を実施。8件の
違反が認められた。（1）疾病、疲労等のおそれのある乗務（貨物自動
車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第6項）、(2)点呼
の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、(3)乗務等
の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第8条）、(4)運行記録計に
よる記録違反【記録】（安全規則第9条）、(5)運転者台帳【記載事項等
の不備】（安全規則第9条の5第1項）、(6)「貨物自動車運送事業者が
事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」（以下「指
導監督告示」）による運転者に対する指導及び監督違反【一部不適
切】（安全規則第10条第1項）、(7)指導監督告示による運転者に対す
る特別な指導及び運転適性診断受診義務違反【運転適性診断の受診状
況】（安全規則第10条第2項）、(8)自動車事故報告規則に規定する事
故の届出違反【未届出】（法第24条）
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西部運輸株式会社(法人
番号1240001031060）
代表者横山立

広島県福山市箕沖町
105-17

本社
広島県福山市箕
沖町105-17

輸送施設の使用停止
（10日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項第1号及
び同条第4項

令和2年11月19日及び令和3年3月18日、死亡事故を端緒として監査を
実施。2件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、
（2）運転者に対する指導監督の記録事項義務違反（安全規則第10条第
1項）

11 1
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寺下運輸倉庫株式会社
（法人番号
1420001011457） 代
表者小比類巻健

青森県三沢市南町4丁目
31番地3461

下田営業所
青森県上北郡お
いらせ町字木ノ
下西797-2

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和3年5月13日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、1件の違
反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0
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有限会社菊地運輸（法人
番号4380002014865）
代表者菊地今朝男

福島県田村市船引町南
移字越田和119番地

本社営業所
福島県田村市船
引町南移字越田
和119番地2

輸送施設の使用停止
（30日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項、法第17条
第4項

令和2年10月5日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、6件の違
反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第3条第4項）、（2）点呼の実施
義務違反（安全規則第7条第1項、第3項）、（3）点呼の記録義務違反
（安全規則第7条第5項）、（4）乗務等の記録義務違反（安全規則第8
条）、（5）運行指示書の作成義務違反（安全規則第9条の3第1項）、
（6）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）

3 3
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有限会社桑商（法人番号
4050002004569） 代
表者桑名 正人

茨城県水戸市鯉淵町１
６６６－５

本社
茨城県水戸市鯉
淵町１６６６－
５

輸送施設の使用停止
（200日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条

労働局からの通報を端緒として、令和2年7月9日、同年7月17日及び同
年7月27日、監査を実施。9件の違反が認められた。（１）乗務時間等
告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、
（２）乗務時間等告示なお書きの遵守違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第4項）、（３）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第7条）、（４）乗務等の記録事項違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（５）乗務等の記録の改ざ
ん・不実記載（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、
（６）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第9条）、（７）運行記録計による記録の改ざん・不実記録（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（８）運転者に対する指導監督
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（９）事業計
画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）

20 20
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株式会社梅里物流サービ
ス（法人番号
3050001014743） 代
表者中田 剛

茨城県坂東市沓掛２０
００－１

本社
茨城県つくば市
真瀬字西原１５
１２－３

輸送施設の使用停止
（120日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年9
月17日及び同年10月15日、監査を実施。8件の違反が認められた。
（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第3条第4項）、（２）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条）、（３）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第8条第1項）、（４）乗務等の記録の改ざん・不実記
載（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（５）運行記録
計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、
（６）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第1項）、（７）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第3条の2）、（８）事業計画の変更認可違反（貨物
自動車運送事業法第9条第1項）
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貨物 2021 7 13
株式会社新星運輸（法人
番号8070001010389）
代表者瀧野 直樹

群馬県高崎市箕郷町柏
木沢１９７１－１２

本社
群馬県高崎市箕
郷町柏木沢１９
７１－１２

輸送施設の使用停止
（230日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条

行政処分等を受けたにもかかわらず改善が認められないことを端緒と
して、令和元年9月13日及び令和2年7月9日、監査を実施。8件の違反が
認められた。（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第4項）、（２）点呼の実施義務違反等（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条）、（３）乗務等の記録の改ざん・不実
記載（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（４）運行記
録計による記録の改ざん・不実記録（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第9条）、（５）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第1項）、（６）初任運転者に対する適性診断受
診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（７）
定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の
2）、（８）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1
項）
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山坂梱包株式会社（法人
番号9090001003209）
代表者山坂 昭二

山梨県中巨摩郡昭和町
築地新居１５９０－１

本社

山梨県中巨摩郡
昭和町築地新居
字大神１５９０
－１

輸送施設の使用停止
（170日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

法令違反の疑いがあることを端緒として、令和2年10月16日及び同年10
月26日、監査を実施。9件の違反が認められた。（１）乗務時間等告示
の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（２）
点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、
（３）点呼の記録の改ざん・不実記載（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第5項）、（４）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第8条第1項）、（５）乗務等の記録の改ざん・不実記
載（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（６）運行記録
計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、
（７）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第1項）、（８）運行管理者の選任（解任）届出違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第19条）、（９）事業計画の変更認可違
反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）
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有限会社積善山（法人番
号9040002069443）
代表者原 秀光

千葉県袖ケ浦市長浦駅
前２－２－９

本社
千葉県袖ケ浦市
長浦駅前２－２
－９

輸送施設の使用停止
（200日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条

救護措置義務違反があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、
令和2年9月28日、監査を実施。9件の違反が認められた。（１）乗務時
間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4
項）、（２）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条）、（３）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第8条第1項）、（４）乗務等の記録の改ざん・不実記載（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（５）運行記録計による
記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（６）運行
記録計による記録の改ざん・不実記録（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第9条）、（７）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第1項）、（８）事業計画の変更認可違反（貨物
自動車運送事業法第9条第1項）、（９）損害賠償の支払い能力確保義
務違反（貨物自動車運送事業法第24条の4）
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有限会社トモエ商事（法
人番号
1013102002977） 代
表者阿南 哲也

東京都西多摩郡瑞穂町
長岡３－１０－３

本社
東京都西多摩郡
瑞穂町長岡３－
１０－３

輸送施設の使用停止
（255日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の2

救護措置義務違反・無免許運転があった旨の公安委員会からの通知を
端緒として、令和2年10月29日及び同年11月25日、監査を実施。9件の
違反が認められた。（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第3条第4項）、（２）疾病のおそれのある乗務
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（３）点呼の実施
義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（４）点呼の
記録の改ざん・不実記載（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5
項）、（５）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第1項）、（６）高齢運転者に対する指導監督違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（７）初任・高齢
運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第2項）、（８）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第3条の2）、（９）事業計画の変更認可違反（貨物
自動車運送事業法第9条第1項）
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ＯＴＡＢＥ商事株式会社
（法人番号
6011801033446） 代
表者小田部 博

東京都足立区梅島１－
３１－１１

本社
東京都足立区梅
島１－３１－１
１

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和2年11月5日、監査
を実施。8件の違反が認められた。（１）疾病のおそれのある乗務（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（２）点呼の実施義務
違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（３）乗務等の記
録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（４）
運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10
条第1項）、（５）初任運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第10条第2項）、（６）初任運転者に対する適性診断
受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、
（７）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3
条の2）、（８）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）
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有限会社北斗運輸（法人
番号2030002094688）
代表者鄙里 晃

埼玉県坂戸市北大塚８
６６－５

本社
埼玉県坂戸市北
大塚字中里前８
６６－５

輸送施設の使用停止
（190日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条

死亡事故を引き起こしたことを端緒として、令和2年8月17日及び同年9
月25日、監査を実施。9件の違反が認められた。（１）乗務時間等告示
の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（２）
疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6
項）、（３）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条）、（４）乗務等の記録の改ざん・不実記載（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第8条第1項）、（５）運行記録計による記録の改ざ
ん・不実記録（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（６）運転
者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条
第1項）、（７）高齢運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第2項）、（８）運行管理者に対する指導及び監
督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条）、（９）事業計画
の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）

19 19

貨物 2021 7 13 株式会社サントス
東京都多摩市関戸６－
４－１２

岩槻

埼玉県さいたま
市岩槻区大字浮
谷字石神６７６
－４

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和3年5
月28日、監査を実施。1件の違反が認められた。（１）運転者に対する
指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0



貨物 2021 7 13
株式会社ホームエネル
ギー首都圏

埼玉県さいたま市中央
区下落合１０７１－２

川越セン
ター

埼玉県川越市的
場字東下川原１
７３５－１

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

救護措置義務違反があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、
令和3年5月14日、監査を実施。1件の違反が認められた。（１）運転者
に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1
項）

0 0

タクシー 2021 7 13

秋田観光バス株式会社
（法人番号
4410001004038） 代
表者木村英敬

秋田県男鹿市船川港比
詰字大巻76番地4

本社営業所
秋田県男鹿市船
川港比詰字大巻
76番地4

輸送施設の使用停止
（20日車）及び文書
警告

道路運送法（以下｢
法｣）第9条の3第1
項、法第27条第3項

令和2年11月9日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、3件の違
反が認められた｡（1）認可運賃･料金収受違反（道路運送法第9条の3第
1項）、（2）運転者に対する指導監督義務違反（旅客自動車運送事業
運輸規則（以下｢運輸規則｣）第38条第1項）、（3）運転者に対する指
導監督の記録違反（運輸規則第38条第1項）

2 2

タクシー 2021 7 13

カナガワ交通株式会社
イースタン（法人番号
1020001000038） 代
表者古知愛一郎

神奈川県横浜市栄区飯
島町184

本社営業所
神奈川県横浜市
栄区飯島町184

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第３８条第
１項

令和3年5月10日、救護義務違反があった旨公安委員会からの通知を端
緒として監査を実施。4件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導
監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第38条第1
項)､(2)初任運転者に対する告示で定める特別な指導義務違反(運輸規則
第38条第2項)､(3)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則
第38条第2項)､(4)報告義務違反(道路運送法第94条第1項)

0 0

タクシー 2021 7 13
有限会社西讃交通（法人
番号4470002011820)
代表者中西國隆

香川県丸亀市城東町2-
14-27

本社営業所
香川県丸亀市城
東町2-14-27

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和3年6月4日、労働局からの通報を端緒として監査を実施したとこ
ろ、4件の違反が確認された。(1)運転者の乗務について定められた事項
の記録が不適切であったこと（旅客自動車運送事業運輸規則（以下
「運輸規則」）第25条第3項、第4項）、(2)乗務員台帳の作成が確実に
なされていなかったこと（運輸規則第37条第1項）、(3)乗務員台帳に
ついて定められた事項の記録が不適切であったこと（運輸規則第37条
第1項）、(4)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者
に対する指導監督が不適切であったこと（運輸規則第38条第1項）

0 0

貸切バス 2021 7 13
有限会社ファン（法人番
号7010902021029）
代表者 杉山 直也

東京都調布市若葉町3-
23-6

川崎営業所
神奈川県川崎市
多摩区登戸171 ﾉ
ﾋｺ105号

文書警告（処分日車
数20日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第1
項

令和3年5月24日、区域拡大を行ったことを端緒に監査を実施。2件の違
反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運
輸規則(以下｢運輸規則｣)第21条第1項)､(2)運転者に対する指導監督義務
違反(運輸規則第38条第1項)

2 2

貸切バス 2021 7 13
有限会社味処井元（法人
番号9340002019178）
代表者井元康浩

鹿児島県西之表市西町
189番地1

本社営業所
鹿児島県西之表
市西町189-1

輸送施設の使用停止
(400日車)、文書警
告、文書勧告

道路運送法第（以下
「法」）16条第1
項、法第27条第3
項、道路運送車両法
第48条、道路運送車
両法第49条、道路運
送法施行規則第66条
第1項第6号

令和2年11月24日、監査実施。18件の違反が認められた。(1)事業計画
(営業所・自動車車庫)に定める業務の確保違反（道路運送法（以下
「法」）第16条第1項）、(2)運送引受書の交付義務違反（旅客自動車
運送事業運輸規則（以下「運輸規則」））第7条の2第1項）、(3)運送
引受書の記載事項不備違反（運輸規則第7条の2第1項）、(4)疾病、疲
労等のおそれのある乗務（運輸規則第21条第5項）、(5)点呼の実施義
務違反（運輸規則第24条）、(6)点呼の記録義務違反（運輸規則第24条
第5項）、(7)点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条第5項）、(8)運
行指示書の記載事項義務違反（運輸規則第28条の2第1項）、(9)乗務員
台帳の作成義務違反（運輸規則第37条第1項）、(10)乗務員台帳の記載
事項義務違反（運輸規則第37条第1項）、(11)運転者に対する指導監督
違反（運輸規則第38条第1項）、(12)特定運転者に対する特別な指導監
督違反（運輸規則第38条第2項）、(13)特定運転者に対する適性診断受
診義務違反（運輸規則第38条第2項）、(14)定期点検整備の実施違反
（運輸規則第45条、道路運送車両法第48条）、(15)点検整備記録簿の
記載事項義務違反(運輸規則第45条、道路運送車両法第49条)、(16)運行
管理者の指導監督義務違反（運輸規則第48条の3）、(17)書類の適切管
理義務違反（運輸規則第69条）、(18)休憩、仮眠又は睡眠のための施
設の変更届出義務違反(道路運送法施行規則第66条第1項第6号)

40 40

貨物 2021 7 14

マルティ運輸株式会社
（法人番号
5180001028893) 代表
者竹内永二

愛知県春日井市上条町
五丁目77番､78番1､86
番1

本社営業所
愛知県春日井市
上条町五丁目77
番､78番1､86番1

輸送施設の使用停止
(140日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の4

令和2年11月9日及び令和2年11月16日並びに令和2年12月14日､関係機
関からの情報を端緒として､監査を実施｡13件の違反が認められた｡(1)
整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3
条の4)､(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条
第1項及び第2項)､(3)点呼の記録不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第5項)､(4)乗務等の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第8条)､(5)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第8条)､(6)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第9条)､(7)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(8)特定の運転者に対する運転適性
診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(9)一般講
習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)､(10)運
行管理補助者の要件違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3
項)､(11)損害賠償の支払能力確保義務違反(貨物自動車運送事業法第24
条の4)､(12)事業報告書及び事業実績報告書未提出(貨物自動車運送事業
法第60条第1項)､(13)自動車に関する表示義務違反(道路運送法施行規則
第65条)

14 14

貨物 2021 7 14
有限会社豊栄運送（法人
番号7080002005231)
代表者岡本繁正

静岡県静岡市葵区岳美
12-59

本社営業所
静岡県静岡市葵
区岳美12-59

輸送施設の使用停止
(30日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和2年11月11日､死亡事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡11件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)点呼の実施義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録義務違
反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(4)点呼の記録保存義
務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)乗務等の記録
義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(6)乗務等の記録記
載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(7)運行記録計に
よる記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(8)事故の
記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の2)､(9)運転
者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第
1項)､(10)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第1項)､(11)輸送の安全にかかわる情報の公表義務違反(貨
物自動車運送事業法第24条の3)

3 3

貨物 2021 7 14

有限会社ワイエスサービ
ス（法人番号
1180002039150) 代表
者小島節子

愛知県名古屋市港区正
徳町3丁目96

名古屋営業
所

愛知県名古屋市
港区知多3丁目
316番地

輸送施設の使用停止
(30日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和2年10月23日､監査方針に基づき､監査を実施｡10件の違反が認めら
れた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条第4項)､(2)点検整備記録簿等の記載事項不適切(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第3条の2)､(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(4)点呼の記録記載事項不備
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)乗務等の記録記載事
項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(6)運行記録計による
記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(7)運行指示書
の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)､(8)
運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条
の5第1項)､(9)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第2項)､(10)特定の運転者に対する運転適性診断未
受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)

3 3



貨物 2021 7 14
有限会社藤井商運（法人
番号3200002020634)
代表者藤井貴弘

岐阜県多治見市池田町
九丁目43番地

本社営業所
岐阜県多治見市
池田町九丁目43
番地

輸送施設の使用停止
(20日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和2年10月30日､監査方針に基づき､監査を実施｡3件の違反が認められ
た｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第4項)､(2)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第7条第5項)､(3)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第9条の5第1項)

2 2

貨物 2021 7 14
有限会社Ｍ’ｓ（法人番
号7120902002356）代
表者宮崎崇

大阪府茨木市大池1丁目
13-4-208

本社
大阪府茨木市大
池1丁目13-4-208

輸送施設の使用停止
（150日車）

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

令和2年11月5日、公安委員会からの通知を端緒に監査を実施。9件の違
反が認められた。(1)事業計画変更認可違反【自動車車庫の位置及び収
容能力違反】（貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号）、
(2)点検整備記録簿等の記載違反等【記録の改ざん・不実記載】（貨物
自動車運送事業安全規則（以下「安全規則」）第3条の2第2項、道路運
送車両法第49条）、(3)点呼の実施違反【不適切】（安全規則第7条第1
項～第3項）、(4)点呼の記録違反【記録の改ざん・不実記載】（安全規
則第7条第5項）、(5)乗務等の記録違反【記載事項等の不備】（安全規
則第8条）、(6)運転者台帳の保存義務違反（安全規則第9条の5第2
項）、(7)「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行
う指導及び監督の指針」による運転者に対する指導及び監督違反【一
部不適切】（安全規則第10条第1項）、(8)運行管理者の講習受講義務
違反（安全規則第23条第1項）、(9)運行管理者補助者の要件違反（安
全規則第18条第3項）

15 15

タクシー 2021 7 14

稲荷タクシー有限会社
（法人番号
8370002002339） 代
表者桃野博光

宮城県仙台市太白区中
田6丁目7番35号

本社営業所
宮城県仙台市太
白区中田6丁目
630番地2号

輸送施設の使用停止
（30日車）

道路運送法第27条第
3項

令和3年3月10日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、3件の違
反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反（旅客自動車
運送事業運輸規則（以下｢運輸規則｣）第38条第1項）、（2）高齢運転
者に対する指導義務違反（運輸規則第38条第2項）、（3）高齢運転者
に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第38条第2項）

3 3

貨物 2021 7 15

株式会社ＭＫトレンド
（法人番号
2110001031196） 代
表者宮口卓巳

新潟県三条市猪子場新
田931番地44

本社営業所
新潟県三条市塚
野目6丁目9番24
号

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和2年12月18日、監査実施。3件の違反が認められた。（1）乗務時間
等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）（2）点呼の記録記載不備（安全規則第7条第5項）
（3）運行記録計による記録の保存義務違反（安全規則第9条）

0 0

貨物 2021 7 15

株式会社スリーサークル
（法人番号
7120001153472）代表
者辻裕司

大阪府門真市三ツ島1丁
目34番38号

本社
大阪府門真市三
ツ島1丁目34番38
号

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(駐
停車違反)が過去１年以内に3件に達した。（1）運転者の指導監督義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2021 7 15

アートコーポレーション
株式会社（法人番号
8122001015081）代表
者寺田政登

大阪府大阪市中央区城
見1丁目2番27号

大阪中央
大阪府大阪市都
島区中野町4丁目
1番20号

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(駐
停車違反)が過去１年以内に3件に達した。（1）運転者の指導監督義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2021 7 16
株式会社若竹流通（法人
番号2180001024094)
代表者益田市子

愛知県名古屋市天白区
植田山3-1905

本社営業所
愛知県名古屋市
天白区植田山3-
1905

輸送施設の使用停止
(90日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

令和3年1月27日及び令和3年2月5日､酒気帯び運転をしたことを端緒と
して､監査を実施｡16件の違反が認められた｡(1)健康診断未受診(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)､(2)定期点検未実施(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第3条の2)､(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(4)点呼の記録記載事項不備
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)乗務等の記録義務違
反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(6)乗務等の記録記載事項
不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(7)運行記録計による記
録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(8)運転者台帳の
作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(9)運
転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5
第1項)､(10)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第1項)､(11)運転者に対する指導監督記録義務違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(12)特定の運転者に対する
指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(13)特定
の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第10条第2項)､(14)運行管理者に対する指導監督義務違反(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第22条)､(15)運行管理者の解任届出違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第19条)､(16)事業報告書及び事業実績報告書
未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項)

9 9

貨物 2021 7 20
株式会社大地（法人番号
2050001022557） 代
表者根本 綾子

茨城県潮来市日の出７
－３－１５

本社
茨城県潮来市日
の出７－３－１
５

輸送施設の使用停止
（120日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第5項

酒気帯び運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2
年7月22日、同年8月24日、及び同年9月14日、監査を実施。11件の違
反が認められた。（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第3条第4項）、（２）点呼の実施義務違反等（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（３）点呼の記録の改ざん・不
実記載（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）、（４）点呼
の記録保存義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5
項）、（５）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第8条第1項）、（６）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第9条）、（７）運行記録計による記録保存義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（８）運転者に対す
る指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、
（９）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3
条の2）、（１０）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第
9条第1項）、（１１）事業の適確な遂行に係る遵守事項のうち社会保
険等に未加入のもの（貨物自動車運送事業法第24条の4）

12 12

貨物 2021 7 20
田村運送有限会社（法人
番号5030002104873）
代表者田村 幸三

埼玉県川口市元郷２－
１５－２－４０５ エ
ルザタワー３２

本社
東京都板橋区小
茂根５－７－２

輸送施設の使用停止
（160日車）、輸送の
安全確保命令

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

酒気帯び運転・救護義務違反があった旨の公安委員会からの通知を端
緒として、令和2年10月2日及び同年10月26日、監査を実施。10件の違
反が認められた。（１）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第3条第6項）、（２）点呼の実施義務違反等（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条）、（３）乗務等の記録事項違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（４）運転者に対する
指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、
（５）初任・高齢運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第2項）、（６）初任・高齢運転者に対する適性診
断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、
（７）整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条の4）、（８）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第23条第1項）、（９）事業計画の変更認可違反
（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、（１０）報告義務違反（貨物
自動車運送事業法第60条第1項）

16 16



貨物 2021 7 20
大山輸倉株式会社（法人
番号8040001059108）
代表者髙地 俊之

千葉県茂原市長尾２２
２７

本社
千葉県茂原市長
尾２２３２

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年9
月3日、監査を実施。7件の違反が認められた。（１）点呼の実施義務
違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（２）乗務等の記
録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（３）
運行記録計による記録保存義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第9条）、（４）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第1項）、（５）事業計画の変更認可違反（貨物
自動車運送事業法第9条第1項）、（６）事業計画事前届出違反（貨物
自動車運送事業法第9条第3項）、（７）報告義務違反（貨物自動車運
送事業法第60条第1項）

1 1

貨物 2021 7 20
諸田重機株式会社（法人
番号1020001001093）
代表者諸田 孝治

神奈川県横浜市泉区弥
生台１７－１０

本社
神奈川県横浜市
泉区弥生台１７
－１０

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和2年12月11日及び令
和3年1月5日、監査を実施。7件の違反が認められた。（１）点呼の実
施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（２）乗務
等の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、
（３）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第10条第1項）、（４）高齢運転者に対する指導監督違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（５）高齢運転者に対する適
性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項）、（６）整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条の4）、（７）運行管理者の講習受講義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項）

4 4

貨物 2021 7 20
常陽運送株式会社（法人
番号6050001009179）
代表者鶴田 賢司

茨城県かすみがうら市
下稲吉字向原１６７６
－１

本社

茨城県かすみが
うら市下稲吉字
向原１６７６－
１

輸送施設の使用停止
（90日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

酒気帯び運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2
年10月21日、同年10月30日、及び令和3年2月8日、監査を実施。8件の
違反が認められた。（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第3条第4項）、（２）点呼の実施義務違反等（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（３）乗務等の記録事項違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（４）運行記録計
による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、
（５）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第1項）、（６）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第3条の2）、（７）整備管理者の研修受講義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4）、（８）事業計画の変
更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）

9 9

貨物 2021 7 20

株式会社田中ベンディン
グ（法人番号
7011701009966） 代
表者田中 喜三郎

東京都江戸川区北小岩
４－７－６

本社
東京都江戸川区
北小岩４－７－
６

輸送施設の使用停止
（50日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和2年12月17日及び令
和3年3月22日、監査を実施。6件の違反が認められた。（１）乗務時間
等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、
（２）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条）、（３）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第8条第1項）、（４）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第10条第1項）、（５）整備管理者の研修受講義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4）、（６）運行管理
者の選任（解任）届出違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第19
条）

5 5

貨物 2021 7 20

株式会社エンドレス（法
人番号
1020001053184） 代
表者田山 雄一

神奈川県横浜市鶴見区
上末吉５－１３－１７

本社
神奈川県横浜市
鶴見区上末吉５
－１３－１７

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

過積載運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和3年
5月27日、監査を実施。1件の違反が認められた。（１）過積載運送
（貨物自動車運送事業法第17条第3項）

3 3

タクシー 2021 7 20

中京自動車株式会社（法
人番号
2011501002903） 代
表者二村正夫

東京都北区西ヶ原2-23-
8

入谷営業所
東京都足立区入
谷8-15-11

輸送施設の使用停止
（67日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第２１条第
１項

令和2年10月16日及び令和2年11月5日、労働局からの通知を端緒とし
て監査を実施。6件の違反が認められた。(1)損害賠償責任保険締結義務
違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第19条の2)､(2)乗務
時間等の基準の遵守違反(運輸規則第21条第1項)､(3)点呼の記録義務違
反(運輸規則第24条第5項)､(4)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規
則第38条第1項)､(5)高齢運転者に対する告示で定める特別な指導義務違
反(運輸規則第38条第2項)､(6)高齢運転者に対する適性診断受診義務違
反(運輸規則第38条第2項)

7 7

乗合バス 2021 7 20

ちばレインボーバス株式
会社（法人番号：
9040001043696） 代
表者 檜山 雅紀

千葉県印西市船尾1377 本社営業所
千葉県印西市船
尾1377

輸送施設の使用停止
（10日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第1
項

令和3年2月17日、労働局からの通知を端緒に監査を実施。3件の違反が
認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規
則(以下｢運輸規則｣)第21条第1項)､(2)点呼の記録事項義務違反(運輸規
則第24条第5項)､(3)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38
条第1項)

1 1

貨物 2021 7 21

多治見タクシー株式会社
（法人番号
2200001020784) 代表
者梅村和行

岐阜県多治見市池田町5
丁目275番地

本社営業所
岐阜県多治見市
池田町5丁目275
番地

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和3年7月15日、重傷事故を引き起こしたことを端緒として、監査を
実施。3件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反
(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)､(2)特定の運転者に対する
指導義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)､(3)特定の運
転者に対する運転適性診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第38条
第2項)

0 0

貨物 2021 7 21
澤田運輸株式会社（法人
番号7120001032676）
代表者澤田一輝

大阪府大阪市住吉区苅
田9-17-12

本社
大阪府堺市北区
南花田町323-1

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和元年9月10日、令和3年2月24日及び同年3月26日、死亡事故を引き
起こしたことを端緒に監査を実施。10件の違反が認められた。（1）
「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時
間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下
「安全規則」）第3条第4項）、（2）疾病、疲労等のおそれのある乗務
（安全規則第3条第6項）、（3）点呼の実施違反【未実施】（安全規則
第7条第1項～第3項）、（4）（5）点呼の記録違反【記録】及び【記載
事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、（6）乗務等の記録違反【記
載事項等の不備】（安全規則第8条）、（7）運行記録計による記録違
反【記録】（安全規則第9条）、（8）運転者台帳【記載事項等の不
備】（安全規則第9条の5第1項）、（9）「貨物自動車運送事業者が事
業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」（以下「指導
監督告示」）による運転者に対する指導及び監督違反【一部不適切】
（安全規則第10条第1項）、（10）指導監督告示による運転者に対する
特別な指導及び運転適性診断受診義務違反【運転適性診断の受診状
況】（安全規則第10条第2項）

2 2

貨物 2021 7 26
山代運送株式会社（法人
番号1130001026245）
代表者小寺俊郎

京都府京都市伏見区深
草出羽屋敷町23番地の
10

本社

京都府京都市伏
見区深草出羽屋
敷町23ファミー
ル伏見A棟908号
室

輸送施設の使用停止
(100日車)

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

令和2年11月11日及び同年12月3日、労働局からの通報を端緒に監査を
実施。10件の違反が認められた。（1）事業計画変更認可違反【自動車
車庫の位置及び収容能力違反】（貨物自動車運送事業法施行規則(以下
「施行規則」)第2条第1項第4号）、（2）事業計画変更事後届出違反
【主たる事務所の名称及び位置の変更違反】（施行規則第7条第1項第1
号）、（3）疾病、疲労等のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業安
全規則（以下「安全規則」）第3条第6項）、（4）点検整備違反【定期
点検整備等の未実施】（安全規則第3条の2、道路運送車両法第48
条）、（5）整備管理者の研修受講義務違反【研修未受講】（安全規則
第15条）、（6)点呼の実施違反【未実施】（安全規則第7条第1項～第3
項）、（7）点呼の記録違反【記録の改ざん・不実記載】（安全規則第
7条第5項）、（8）運行記録計による記録違反【記録の保存】（安全規
則第9条）、（9）運転者台帳【記載事項等の不備】（安全規則第9条の
5第1項）、（10）運行管理者の講習受講義務違反（安全規則第23条第1
項）

10 10



貨物 2021 7 26

有限会社美馬資材工業
（法人番号
8130002009382）代表
者美馬義昭

京都府京都市西京区嵐
山内田町47-3

本社
京都府京都市西
京区樫原秤谷町
44-2

輸送施設の使用停止
(10日車)

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

令和3年4月23日、公安委員会からの通知を端緒に監査を実施。1件の違
反が認められた。（1）過積載運送の引受け、指示等【過積載による運
送の引受け】（貨物自動車運送事業法第17条第3項）

1 1

貨物 2021 7 26

有限会社 オールライ
ナー（法人番号
3290802016402）代表
者小坂紀子

福岡県北九州市八幡西
区大浦1丁目2-14

本社営業所
福岡県北九州市
若松区高須東3丁
目11－24-203

輸送施設の使用停止
(130日車)、文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第8
条第1項、法第17条
第1項第1号、法第
17条第4項、道路運
送法第95条

令和3年3月29日、監査実施。13件の違反が認められた。(1)事業計画
(自動車車庫)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法
（以下｢法｣）第8条第1項)、(2)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動
車運送事業輸送安全規則(以下｢安全規則｣)第3条第4項)、(3)疾病、疲労
等のおそれのある乗務(安全規則第3条第6項)、(4)点呼の実施義務違反
等(安全規則第7条)、(5)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(6)
点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(7)運行指示書に係る
（作成、指示、携行）義務違反(安全規則第9条の3第1項)、(8)運転者台
帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(9)運転者に対する指
導監督違反(安全規則第10条第1項)、(10)運転者に対する指導監督の記
録又は指導監督の記録保存違反(安全規則第10条第1項)、(11)特定運転
者に対する特別な指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(12)特定運転
者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(13)自動車
に関する表示義務違反（道路運送法第95条）

13 13

タクシー 2021 7 26
株式会社静清交通（法人
番号5080001008484)
代表者上野浩安

静岡県静岡市清水区沼
田町4番14号

本社営業所
静岡県静岡市清
水区沼田町1744-
1

輸送施設の使用停止
(20日車)及び文書警
告

旅客自動車運送事業
運輸規則第3条第2項

令和3年2月9日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として、監査を実
施。9件の違反が認められた。(1)苦情処理の記録記載事項不備(旅客自
動車運送事業運輸規則第3条第2項)､(2)点呼の記録記載事項不備(旅客自
動車運送事業運輸規則第24条第5項)､(3)乗務等の記録記載事項不備(旅
客自動車運送事業運輸規則第25条第3項)､(4)新任運転者に対する指導監
督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第36条第2項)､(5)乗務員台帳
の記載事項等不備(旅客自動車運送事業運輸規則第37条第1項)､(6)運転
者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1
項)､(7)特定の運転者に対する指導義務違反(旅客自動車運送事業運輸規
則第38条第2項)､(8)運行管理規程の記載事項不適切(旅客自動車運送事
業運輸規則第48条の2第1項)､(9)一般講習受講義務違反(旅客自動車運送
事業運輸規則第48条の4第1項)

2 2

タクシー 2021 7 26

五條二見交通株式会社
（法人番号
6150001015480） 代
表者油谷收造

奈良県五條市二見5丁目
4番地2号

本社
奈良県五條市住
川町1163－2

輸送施設の使用停止
(10日車)

道路運送法(以下｢
法｣)第20条

令和3年1月26日、苦情を端緒として調査を実施。1件の違反が認められ
た。営業区域外旅客運送(法第20条)

1 1

貸切バス 2021 7 26

昭和タクシー株式会社
（法人番号
2380001009397） 代
表者安斎文彦

福島県二本松市成田町1
丁目753番地の3

本社営業所

福島県二本松市
成田町1丁目753
番地の4、753番
地の5

文書警告(処分日車数
10日車のため、一般
貸切旅客自動車運送
事業者に対する行政
処分等の基準3.(6)に
よる)

道路運送法第27条第
3項

令和3年5月25日及び6月11日、監査方針を端緒として監査を実施した結
果、1件の違反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

12 1

貸切バス 2021 7 27

有限会社川島タクシー
（法人番号
8290002047094）
代表者川島倫子

福岡県八女市黒木町大
字桑原130-3

本社営業所
福岡県八女市黒
木町大字桑原
130-3

輸送施設の使用停止
（90日車）、文書警
告

道路運送法（以下｢
法｣）第9条の2、法
第27条第3項

令和2年12月8日、監査実施。6件の違反が認められた。(1)運賃料金事
前届出、運賃料金変更事前届出違反（道路運送法第9条の2第1項）、
(2)運送引受書の記載事項不備違反（旅客自動車運送事業運輸規則(以下
「運輸規則」)第7条の2第1項）、(3)点呼の記録事項義務違反（運輸規
則第24条第5項）、(4)乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第25
条）、(5)運行指示書の作成、指示又は携行義務違反(運輸規則第28条の
2第1項)、(6)運行指示書の記載事項義務違反（運輸規則第28条の2第1
項）

9 9

貸切バス 2021 7 27

有限会社白濱自動車（法
人番号
4290002047230）代表
者白濱隆之

福岡県筑後市大字長崎
382番地1

本社営業所
福岡県筑後市大
字長崎399番地2

輸送施設の使用停止
（60日車）

道路運送法第9条の2
令和3年3月30日、監査実施。１件の違反が認められた。(1)運賃料金事
前届出、運賃料金変更事前届出違反（道路運送法第9条の2第1項）

6 6

貨物 2021 7 28

有限会社松村重機建設
（法人番号
3120002080760）代表
者松村由美

大阪府門真市脇田町9番
14号

本社
大阪府門真市脇
田町9番14号

輸送施設の使用停止
(225日車)

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

令和2年11月16日及び同年11月20日、関係機関からの情報を端緒に監
査を実施。13件の違反が認められた。（1）事業計画変更認可違反【自
動車車庫の位置及び収容能力違反】（貨物自動車運送事業法施行規則
第2条第1項第4号）、（2）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運
転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則(以下「安全規則」）第3条第4項）、（3）疾病、
疲労等のおそれのある乗務（安全規則第3条第6項）、（4）点検整備違
反【定期点検整備等の未実施】（安全規則第3条の2、道路運送車両法
第48条）、（5）整備管理者の研修受講義務違反【研修未受講】（安全
規則第3条の3）、（6）点呼の実施違反【未実施】（安全規則第7条第1
項～第3項）、（7）点呼の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則
第7条第5項）、（8）（9）乗務等の記録違反【記載事項等の不備】及
び【記録】（安全規則第8条）、（10）運行記録計による記録違反【記
録】（安全規則第9条）、（11）運行指示書【作成、指示又は携行の義
務違反】(安全規則第9条の3第1項)、（12）運転者台帳【記載事項等の
不備】（安全規則第9条の5第1項）、（13）「貨物自動車運送事業者が
事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転
者に対する指導及び監督違反【大部分不適切】（安全規則第10条第1
項）

23 23

貨物 2021 7 28 花牟禮曉朗
鹿児島県霧島市国文新
町

本店営業所
鹿児島県霧島市
隼人町松永字柿
木田1157-2

文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第4項

令和3年5月26日、監査実施。7件の違反が認められた。(1)運転者台帳
の記載事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規
則」)第9条の5第1項)、(2)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5
項)、(3)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(4)乗務時間等の
基準の遵守違反(安全規則第3条第4項)、(5)運転者に対する指導監督違
反(安全規則第10条第1項)、(6)運転者に対する指導監督の記録事項義務
違反(安全規則第10条第1項)、(7)事故の記録事項義務違反(安全規則第9
条の2)

0 0

タクシー 2021 7 28

北九州第一交通株式会社
（法人番号
7290801002663） 代
表者大橋健二

福岡県北九州市小倉北
区下富野3丁目9番3号

小倉南営業
所

福岡県北九州市
小倉北区片野4-
139

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和3年7月16日、監査実施。1件の違反が認められた。(1）運転者に対
する指導監督違反（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

乗合バス 2021 7 28
都タクシー株式会社（法
人番号2180001041197)
代表者澤井利之

愛知県名古屋市中区新
栄3丁目35番地16号

本社営業所
愛知県名古屋市
中区新栄3丁目35
番地16号

輸送施設の使用停止
(60日車)

旅客自動車運送事業
運輸規則第45条

令和3年3月10日、監査方針に基づき、監査を実施。1件の違反が認めら
れた。(1)無車検運行(旅客自動車運送事業運輸規則第45条)

6 6

乗合バス 2021 7 28
防長交通株式会社(法人
番号3250001009252）
代表者松村喜裕

山口県周南市松保町7番
9号

防府営業所
山口県防府市国
衙1丁目1番15号

輸送施設の使用停止
（60日車）及び文書
警告

道路運送法第27条第
3項

令和2年10月28日及び令和3年1月13日、当該事業者より無車検運行を
行った旨の自己申告を受けたことを端緒として監査を実施。2件の違反
が確認された。（1）運転者に対する指導監督の記録事項義務違反（旅
客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第38条第1項）、
（2）無車検運行（運輸規則第45条）

9 6



貸切バス 2021 7 28
株式会社つばさ(法人番
号5140001078091) 代
表者遠山保二

兵庫県川西市多田桜木1
丁目9番22号

灘
兵庫県神戸市灘
区大石東町3丁目
21番

文書警告(処分日車数
30日車のため、一般
貸切旅客自動車運送
事業者に対する行政
処分等の基準3.(6)に
よる)

道路運送法第27条第
3項

令和3年6月23日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。5件の違反
が認められた。(1)点呼の記録義務違反【記載事項の不備】(旅客自動車
運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第24条第5項)、(2)乗務等の記録義
務違反【記録事項の不備】(運輸規則第25条第1項、第2項、第4項)、(3)
運行記録計による記録義務違反【記録なし又は記録の保存なし】(運輸
規則第26条第1項)、(4)運行指示書の作成等義務違反【記載事項等の不
備】(運輸規則第28条の2第1項)、(5)乗務員台帳の作成、備付け義務違
反【記載事項等の不備】(運輸規則第37条第1項)

3 3

貨物 2021 7 29

六郷小型貨物自動車運送
株式会社（法人番号
3410001008106） 代
表者近藤哲泰

秋田県仙北郡美郷町六
郷字往還南12番地の1

秋田南営業
所

秋田県秋田市新
屋鳥木町1-63-2

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和3年6月29日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、1件の違
反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2021 7 29

大阪センコー運輸株式会
社（法人番号
2120901009175）代表
者八巻達也

大阪府高槻市芝生町1丁
目51番2号

高槻
大阪府高槻市芝
生町1丁目51番2
号

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(駐
停車違反)が過去1年以内に3件に達した。（1）運転者の指導監督義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2021 7 29

アートコーポレーション
株式会社（法人番号
8122001015081）代表
者寺田政登

大阪府大阪市中央区城
見1丁目2番27号

大阪支店
大阪府大阪市西
淀川区佃4丁目6
番23

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(駐
停車違反)が過去1年以内に3件に達した。（1）運転者の指導監督義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2021 7 29
株式会社戎急配(法人番
号8260001021359）
代表者内浪達也

岡山県瀬戸内市長船町
八日市400-7

津山営業所
岡山県津山市戸
島921-12

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

令和3年4月22日、過積載運行を行ったとして岡山県公安委員会から通
知を受けたことを端緒として監査を実施。1件の違反が認められた。過
積載運送（貨物自動車運送事業法第17条第3項）

3 3

貨物 2021 7 29
ミドリ運輸株式会社（法
人番号6470001011530)
代表者鏡原安治

香川県さぬき市昭和
1153-1

本社営業所
香川県さぬき市
昭和1153-1

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和3年7月28日、公安委員会からの通報を端緒として監査を実施した
ところ、1件の違反が確認された。(1)事業用自動車の運行の安全を確保
するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2021 7 29
株式会社翔陸運（法人番
号4290801015957）代
表者田中栄

福岡県京都郡苅田町長
浜町25

本社営業所
福岡県京都郡苅
田町長浜町25

輸送施設の使用停止
（90日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第8
条第1項、法第17条
第1項第1号、法第
17条第4項

令和3年4月14日、監査実施。7件の違反が認められた。(1)事業計画(自
動車車庫)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法第8条
第1項)､(2)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則（以下「安全規則」）第3条第4項)､(3)点呼の実施義務違反(安全規
則第7条)､(4)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)､(5)運行記
録計による記録義務違反(安全規則第9条)､(6)運転者に対する指導監督
違反(安全規則第10条第1項)､(7)特定運転者に対する適性診断受診義務
違反(安全規則第10条第2項)

6 6

タクシー 2021 7 29

京和タクシー株式会社
(法人番号
6130001012579) 代表
者隠岐公史

京都府京都市山科区四
ノ宮泓8

山科営業所
京都府京都市山
科区四ノ宮泓8

文書警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(駐
停車違反)が過去一年以内に3件に達した。｢旅客自動車運送事業者が事
業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針｣による運転者に
対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

タクシー 2021 7 29

新京和タクシー株式会社
(法人番号
7130001010499) 代表
者隠岐公史

京都府京都市南区吉祥
院蒔絵町23

本社
京都府京都市南
区吉祥院蒔絵町
23

文書警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(駐
停車違反)が過去一年以内に3件に達した。｢旅客自動車運送事業者が事
業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針｣による運転者に
対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

タクシー 2021 7 29

南ヤサカ交通株式会社
(法人番号
6130001012199) 代表
者粂田佳幸

京都府京都市南区上鳥
羽北花名町24

本社
京都府京都市南
区上鳥羽北花名
町24

文書警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(駐
停車違反)が過去一年以内に3件に達した。｢旅客自動車運送事業者が事
業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針｣による運転者に
対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

貨物 2021 7 30
株式会社ウエスト１（法
人番号7180001064581)
代表者中﨑玄

静岡県磐田市長須賀89
番地

本社営業所
静岡県磐田市長
須賀字長須賀89
番地

輸送施設の使用停止
(175日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和2年10月7日及び令和2年10月15日､監査方針に基づき､監査を実施｡
14件の違反が認められた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送
事業法施行規則第2条第1項第4号)､(2)配置車両数違反(貨物自動車運送
事業法施行規則第6条第1項第1号)､(3)乗務時間等基準告示の遵守違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(4)定期点検未実施(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)､(5)点呼の実施義務違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)､(6)点
呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(7)運
行記録計による記録保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
9条)､(8)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第9条の3第1項)､(9)運転者台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第9条の5第1項)､(10)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(11)特定の運転者に対する指
導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(12)特定の
運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第10条第2項)､(13)一般講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第23条第1項)､(14)事業報告書及び事業実績報告書未提出(貨物自動
車運送事業法第60条第1項)

18 18

貨物 2021 7 30

浪速重機工業株式会社
（法人番号
4120101005238）代表
者竹本忠雄

大阪府堺市中区深井東
町2648-12

本社
大阪府堺市中区
深井東町2648-12

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

令和2年11月26日及び令和3年6月10日、公安委員会からの通知を端緒
に監査を実施。11件の違反が認められた。（1）事業計画変更認可違反
【貨物自動車利用運送を行うか否かの違反】（貨物自動車運送事業法
施行規則第2条第1項第7号）、（2）「貨物自動車運送事業の事業用自
動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、
（3）点呼の実施違反【未実施】（安全規則第7条第1項～第3項）、
（4）点呼の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、
（5）（6）乗務等の記録違反【記録】及び【記載事項等の不備】（安
全規則第8条）、（7）運行記録計による記録違反【記録】（安全規則
第9条）、（8）運行指示書【作成、指示又は携行の義務違反】(安全規
則第9条の3第1項～第3項)、（9）運転者台帳【記載事項等の不備】
（安全規則第9条の5第1項）、（10）「貨物自動車運送事業者が事業用
自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」（以下「指導監督
告示」）による運転者に対する指導及び監督違反【一部不適切】（安
全規則第10条第1項）、（11）指導監督告示による運転者に対する特別
な指導及び運転適性診断受診義務違反【運転適性診断の受診状況】
（安全規則第10条第2項）

4 4



貨物 2021 8 3
丸高運送有限会社（法人
番号6070002006157）
代表者大澤 高

群馬県前橋市富田町２
３５７－１

本社
群馬県前橋市富
田町１５３４－
１

輸送施設の使用停止
（260日車）、輸送の
安全確保命令

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第5項

酒気帯び運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2
年1月30日、同年2月19日及び同年5月28日、監査を実施。12件の違反
が認められた。（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第3条第4項）、（２）点呼の実施義務違反等（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条）、（３）点呼の記録の改ざん・不実
記載（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）、（４）乗務等
の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、
（５）乗務等の記録の改ざん・不実記載（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第8条第1項）、（６）運行記録計による記録義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第9条）、（７）運行記録計による記録の改
ざん・不実記録（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（８）運
転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10
条第1項）、（９）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条の2）、（１０）事業計画の変更認可違反（貨物自動車
運送事業法第9条第1項）、（１１）事業計画（主たる事務所の位置）
事後届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）、（１２）事業計
画（営業所の位置）事後届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3
項）

26 26

貨物 2021 8 3

ロジスペック株式会社
（法人番号
1030001038003）代表
者羽野 利治

埼玉県草加市青柳３－
３１－３

本社
埼玉県草加市青
柳３－３３０１
－２

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

無免許運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和3年
6月11日、監査を実施。1件の違反が認められた。（１）運転者に対す
る指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2021 8 3

株式会社四国物流サービ
ス（法人番号
3470001008587) 代表
者沼田稔

香川県丸亀市綾歌町岡
田上2811-1

徳島営業所
徳島県板野郡松
茂町満穂字満穂
開拓86

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号、第4項

令和3年6月4日及び同年同月28日、死亡事故を端緒として監査を実施し
たところ、6件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置
が不適切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度を超え、ま
た所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があった
こと（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第
4項）、(2)運転者に対する点呼が確実になされていなかったこと（安全
規則第7条第1項、第2項、第3項）、(3)運転者に対する点呼の実施結果
の記録内容が不適切であったこと（安全規則第7条第5項）、(4)運転者
の乗務について定められた事項の記録が不適切であったこと（安全規
則第8条）、(5)運行記録計による記録が確実になされていなかったこと
（安全規則第9条）、(6)運転者台帳について定められた事項の記録が不
適切であったこと（安全規則第9条の5第1項）

0 0

タクシー 2021 8 3

三重近鉄タクシー株式会
社（法人番号
3190001016370) 代表
者末吉利敎

三重県四日市市久保田1
丁目2番地23号

松坂営業所
三重県松坂市高
町北浦683-1

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和3年6月22日及び令和3年6月23日、重傷事故を引き起こしたことを
端緒として、監査を実施。2件の違反が認められた。(1)運転者に対する
指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)､(2)運転
者に対する指導監督記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条
第1項)

9 0

タクシー 2021 8 3

株式会社オレンジキャブ
大阪（法人番号
6120001106308） 代
表者高橋昌良

大阪府大阪市淀川区三
津屋南1丁目1番26号

本社
大阪府大阪市淀
川区三津屋中2-
15-41

輸送施設の使用停止
(100日車)

道路運送法(以下｢
法｣)第20条

令和3年3月22日及び同年5月7日、苦情を端緒として調査を実施。2件の
違反が認められた。(1)営業区域外旅客運送(法第20条)、(2)乗務等の記
録義務違反【記録の改ざん･不実記載】(旅客自動車運送事業運輸規則第
25条第3項、第4項)

10 10

タクシー 2021 8 3

立花神姫タクシー株式会
社(法人番号
8140001049908) 代表
者高橋伸弘

兵庫県尼崎市三反田町3
丁目4番地12号

本社
兵庫県尼崎市三
反田町3丁目4番
地12号

輸送施設の使用停止
(10日車)

道路運送法(以下｢
法｣)第20条

令和3年4月15日、苦情を端緒として調査を実施。1件の違反が認められ
た。営業区域外旅客運送(法第20条)

1 1

貸切バス 2021 8 3

株式会社三昭ツーリスト
（法人番号：
9021001006331） 代
表者 福富 義隆

神奈川県高座郡寒川町
宮山121-6

本社営業所
神奈川県高座郡
寒川町宮山121-6

処分日車数20日車の
ため、一般貸切旅客
自動車運送事業者に
対する行政処分等の
基準3.(6)により文書
警告

旅客自動車運送事業
運輸規則第48条の4
第1項

令和3年5月25日及び令和3年6月2日、定期的な監査を実施。2件の違反
が認められた。(1)運行管理者に対する講習受講義務違反(旅客自動車運
送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第48条の4第1項)､(2)定期点検整備等
の未実施(運輸規則第45条)

2 2

貨物 2021 8 4

長野県貨物株式会社（法
人番号
7100001014429） 代
表者田中素子

長野県東筑摩郡山形村
5583-1

本社営業所
長野県東筑摩郡
山形村5582-1

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項及び同条
第4項

令和元年11月27日、監査実施。6件の違反が認められた。（1）乗務時
間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全
規則」）第3条第4項）（2）１箇月の拘束時間に関する違反（安全規則
第3条第4項）（3）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項、第2
項）（4）点呼の記録義務違反（安全規則第7条第5項）（5）点呼の記
録記載不備（安全規則第7条第5項）（6）運転者に対する指導監督違反
（安全規則第10条第1項）

4 4

貨物 2021 8 4

有限会社ケーティーエス
（法人番号
1080102007777) 代表
者勝間田正和

静岡県御殿場市川島田
1698番地の472

板妻南物流
センター本
社営業所

静岡県御殿場市
板妻734番地の12

輸送施設の使用停止
(180日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和2年11月27日及び令和2年12月8日､酒気帯び運転をしたことを端緒
として､監査を実施｡18件の違反が認められた｡(1)事業計画の変更認可
違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)､(2)配置車両数
違反(貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1号)､(3)乗務時間等
基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(4)
点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び
第2項)､(5)点呼の実施不適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第
1項及び第2項)､(6)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第7条第5項)､(7)乗務等の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第8条)､(8)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第8条)､(9)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第9条)､(10)事故の記録記載事項不備(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第9条の2)､(11)運転者台帳の作成義務違反(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(12)運転者台帳の記載事項等
不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(13)運転者に対
する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1
項)､(14)運転者に対する指導監督記録記載事項不備(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第1項)､(15)特定の運転者に対する指導義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(16)特定の運転者に対
する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項)､(17)運行管理者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第22条)､(18)社会保険等未加入(貨物自動車運送事業法第24
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貨物 2021 8 4
株式会社美鈴急送（法人
番号4190001019835)
代表者鈴木利紀也

三重県津市あのつ台1丁
目1-8

本社営業所
三重県津市あの
つ台一丁目1番地
8

輸送施設の使用停止
(150日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和2年9月25日及び令和2年10月14日､監査方針に基づき､監査を実施｡
10件の違反が認められた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送
事業法施行規則第2条第1項第4号)､(2)乗務時間等基準告示の遵守違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(3)点呼の実施義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)､
(4)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5
項)､(5)点呼の記録不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5
項)､(6)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
8条)､(7)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第9条の3第1項)､(8)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条の5第1項)､(9)特定の運転者に対する指導義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(10)特定の運転者に対
する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項)

15 15



貨物 2021 8 5

株式会社コスモフーズ
サービス（法人番号
5100001023043） 代
表者牧内俊二

長野県下伊那郡豊丘村
大字神稲959-2

長野営業所
長野県長野市真
島町川合字稗島
1372番14

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項及び同条
第4項

令和3年2月25日、監査実施。4件の違反が認められた。（1）乗務時間
等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）（2）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項、
第2項）（3）点呼の記録義務違反（安全規則第7条第5項）（4）運行管
理者に対する指導監督違反（安全規則第22条）

4 4

貨物 2021 8 5
株式会社日之出運輸（法
人番号9180001102918)
代表者猪熊信年

愛知県小牧市大字横内
430番地

名古屋支店
愛知県小牧市大
字横内430番地

輸送施設の使用停止
(20日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和3年1月20日､重傷事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡2件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)運転者に対する指導監督義
務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)

2 2

貨物 2021 8 5

株式会社バンスポート
（法人番号
5080001015869) 代表
者神保純一

静岡県焼津市中新田
1806番地

富士営業所
静岡県富士市今
泉361-1

輸送施設の使用停止
(60日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和2年9月4日､無免許運転を端緒として､監査を実施｡11件の違反が認
められた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則
第2条第1項第4号)､(2)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第3条第4項)､(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(4)点呼の記録記載事項不備
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)運行記録計による記
録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(6)運転者台帳の
作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(7)運
転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5
第1項)､(8)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第1項)､(9)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(10)特定の運転者に対する運
転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(11)
運行管理者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第22条)

6 6

貨物 2021 8 5
有限会社丸隆運輸（法人
番号7170002010701）
代表者土居雅隆

和歌山県伊都郡九度山
町大字九度山589-4

本店
和歌山県伊都郡
九度山町九度山
513-1

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和2年12月9日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。3件の違
反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者
の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）点呼の実施
違反【未実施】（安全規則第7条第1項～第3項）、（3）「貨物自動車
運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針
による運転者に対する指導及び監督違反【一部不適切】（安全規則第
10条第1項）

4 4

貨物 2021 8 5
有限会社周南硝子(法人
番号3250002003089）
代表者松村幸治

山口県防府市新築地町
20-9

本社営業所
山口県防府市新
築地町20-9

輸送施設の使用停止
（110日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
9条第1項、法第17
条第1項及び同条第4
項

令和2年2月5日及び同年8月27日、死亡事故を端緒として監査を実施。
10件の違反が認められた。（1）事業計画の変更認可違反（車庫）（貨
物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号）、(2)乗務時間等告示
の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）
第3条第4項）、(3)乗務時間等告示のなお書き遵守違反（安全規則第3
条第4項）、(4)点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項、第2項及び
第3項）、(5)運行指示書の作成義務違反（安全規則第9条の3第1項、第
2項及び第3項）、(6)運転者台帳の記載事項義務違反（安全規則第9条
の5第1項）、(7)運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第
1項）、(8)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反（安全規則第
10条第1項）、(9)特定の運転者に対する特別な指導義務違反（安全規
則第10条第2項）、(10)特定の運転者に対する適性診断受診義務違反
（安全規則第10条第2項）

11 11

貨物 2021 8 5

オー・ティー産業有限会
社（法人番号
2480002007613) 代表
者小川透

徳島県小松島市櫛渕町
字小松67-4

美馬営業所
徳島県美馬市脇
町野村字庚申東
北4422-1

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

令和3年2月12日、公安委員会からの通報を端緒として監査を実施した
ところ、1件の違反が確認された。(1)過積載による運送の引き受けを
行っていたこと（貨物自動車運送事業法第17条第3項）

6 2

貨物 2021 8 6

有限会社南佐久葬祭（法
人番号
6100002011335） 代
表者佐藤和男

長野県佐久市下越610-4 本社営業所
長野県佐久市下
越611-2

許可の取消し
貨物自動車運送事業
法第32条

所在不明事業者であることを端緒に調査を実施。相当の期間事業を
行っていないものと認められた。（1）事業の無届出休止・廃止（貨物
自動車運送事業法第32条）

- -

貨物 2021 8 6
木津運送株式会社（法人
番号2120001037812）
代表者白山竜太郎

大阪府大阪市住之江区
平林南1-5-39

本社
大阪府大阪市住
之江区平林南1丁
目5番39号

輸送施設の使用停止
（80日車）

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

令和2年12月2日、同年12月17日、令和3年1月14日及び同年5月20日、
公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。12件の違反が認められ
た。(1)事業計画変更認可違反【自動車車庫の位置及び収容能力違反】
（貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号）、(2)「貨物自動
車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基
準」の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）、(3)整備管理者の研修受講義務違反【研修未受
講】（安全規則第3条の4）、(4)点呼の実施違反【未実施】（安全規則
第7条第1項～第3項）、（5）(6)点呼の記録違反【記載事項等の不備】
【記録の保存】（安全規則第7条第5項）、(7)乗務等の記録違反【記載
事項等の不備】（安全規則第8条）、(8)運行記録計による記録違反【記
録】（安全規則第9条）、(9)運行指示書【作成、指示又は携行の義務違
反】(安全規則第9条の3第1項～第3項)、(10)「貨物自動車運送事業者が
事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転
者に対する指導及び監督違反【一部不適切】（安全規則第10条第1
項）、(11)運行管理者に対する指導監督違反（安全規則第22条）、(12)
運行管理者補助者の要件違反（安全規則第18条第3項）

8 8

貨物 2021 8 6

株式会社シミズ運輸(法
人番号
1260001018601） 代
表者清水和良

岡山県浅口郡里庄町里
見4202番地の1

本社営業所
岡山県倉敷市連
島町鶴新田2032

許可の取消し
貨物自動車運送事業
法第32条

運輸支局において現地調査を行った結果、所在不明事業者であって相
当の期間事業を行っていないと認められたもの。

- -

貨物 2021 8 6

有限会社Ｆ.Ｋ ＥＸＰ
ＲＥＳＳ(法人番号
7240002046358） 代
表者藤井和三

広島県福山市西新涯町2
丁目25-35

福山営業所
広島県福山市箕
島町5816-27

許可の取消し
貨物自動車運送事業
法第32条

運輸支局において現地調査を行った結果、所在不明事業者であって相
当の期間事業を行っていないと認められたもの。

- -

貨物 2021 8 6
勝武運輸株式会社(法人
番号5240002042169 ）
代表者小迫成哲

広島県福山市今津町
1733番地

本社営業所
広島県東広島市
西条町田口204番
183

許可の取消し
貨物自動車運送事業
法第32条

運輸支局において現地調査を行った結果、所在不明事業者であって相
当の期間事業を行っていないと認められたもの。

- -

貨物 2021 8 6

企業組合ライフ・ワーク
（法人番号
5480005000892) 代表
者丸岡昭

徳島県徳島市幸町3-3-7 高松営業所
香川県丸亀市綾
歌町富熊字次見
1397-57

輸送施設の使用停止
（100日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法第9条第1項、第
17条第1項第1号、
第4項、第24条の4

令和3年5月14日、貨物自動車運送事業に関する監査方針に基づき監査
を実施したところ、7件の違反が確認された。(1)自動車車庫の位置及び
収容能力に係る事業計画変更認可を受けていなかったこと（貨物自動
車運送事業法施行規則（以下「施行規則」）第2条第1項第4号）、(2)
貨物の運送に関し支払うことのある損害賠償の支払能力を確保してい
なかったこと（施行規則第14条第3号）、(3)運転者の過労防止に関す
る措置が不適切であり、連続運転時間の限度を超えて乗務していた者
があったこと（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）、(4)運転者の健康状態の把握が確実になされてい
なかったこと（安全規則第3条第6項）、(5)運転者に対する点呼が確実
になされていなかったこと（安全規則第7条第1項、第2項、第3項）、
(6)運転者台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと
（安全規則第9条の5第1項）、(7)運行管理者に対する指導監督が不適
切であったこと（安全規則第22条）

10 10



タクシー 2021 8 6

遠鉄タクシー株式会社
（法人番号
9080401000839) 代表
者後藤毅彦

静岡県浜松市中区上島1
丁目11番15号

浜松南営業
所

静岡県浜松市中
区上浅田1丁目
577

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和3年7月7日、重傷事故を引き起こしたことを端緒として、監査を実
施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅
客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)､

0 0

貨物 2021 8 10
三陽陸運株式会社（法人
番号2230001012928）
代表者矢野隆三

富山県射水市布目沢622
番地

本社営業所
富山県射水市布
目沢622

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項及び同条
第4項

令和3年1月22日、監査実施。7件の違反が認められた。（1）乗務時間
等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）（2）１箇月の拘束時間に関する違反（安全規則第
3条第4項）（3）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項、第2項）
（4）点呼の記録義務違反（安全規則第7条第5項）（5）点呼の記録記
載不備（安全規則第7条第5項）（6）乗務等の記録記載不備（安全規則
第8条）（7）運転者に対する指導監督違反（安全規則第10条第1項）

3 3

貨物 2021 8 10
株式会社晴海重機（法人
番号9030001038367）
代表者海老原一美

埼玉県八潮市八潮６－
３０－３１

本社
埼玉県八潮市八
潮６－３０－３
１

事業停止（3日間）、
輸送施設の使用停止
（296日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の2

法令違反の疑いがあることを端緒として、令和2年9月3日及び同年9月
15日、監査を実施。11件の違反が認められた。（１）疾病のおそれの
ある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（２）点
呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（３）
乗務等の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1
項）、（４）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第9条）、（５）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（６）初任運転者に対する適
性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項）、（７）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条の2）、（８）整備管理者の選任（変更）未届出違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第52条）、
（９）無車検運行（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路
運送車両法第58条第1項）、（１０）運行管理者の選任（解任）届出違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条）、（１１）報告義務違
反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

34 34

貸切バス 2021 8 11

有限会社芳賀中央観光
（法人番号：
8060002018894） 代
表者 和田 孝

栃木県芳賀郡益子町七
井3946-4

本社営業所
栃木県芳賀郡益
子町七井3946-4

処分日車数10日車の
ため、一般貸切旅客
自動車運送事業者に
対する行政処分等の
基準3.(6)により文書
警告

旅客自動車運送事業
運輸規則第46条

令和3年5月25日及び令和3年6月9日、定期的な監査を実施。4件の違反
が認められた。(1)疾病のおそれのある乗務(旅客自動車運送事業運輸規
則(以下｢運輸規則｣)第21条第5項)､(2)点呼の記録義務違反(運輸規則第
24条第5項)､(3)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第
1項)､(4)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条)

1 1

貨物 2021 8 12
株式会社彰栄（法人番号
3470001016755) 代表
者髙見雅之

香川県丸亀市飯野町東
分2557-7

本社営業所
香川県丸亀市飯
野町東二333-1

輸送施設の使用停止
（20日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号、第4項、第24条
の3

令和3年3月3日、死亡事故を端緒として監査を実施したところ、8件の
違反が確認された。(1)輸送の安全にかかわる情報を公表していなかっ
たこと（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第2条
の8）、(2)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束
時間及び連続運転時間の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保
されない状態で乗務していた者があったこと（安全規則第3条第4
項）、(3)運転者に対する点呼が確実になされていなかったこと（安全
規則第7条第1項、第2項、第3項）、(4)運転者に対する点呼の実施結果
の記録内容が不適切であったこと（安全規則第7条第5項）、(5)運転者
の乗務について定められた事項の記録が不適切であったこと（安全規
則第8条）、(6)運転者台帳の作成が確実になされていなかったこと（安
全規則第9条の5第1項）、(7)運転者台帳について定められた事項の記
録が不適切であったこと（安全規則第9条の5第1項）、(8)新たに雇い
入れした運転者に対して法令で定められた適性診断を受診させていな
かったこと（安全規則第10条第2項）

2 2

タクシー 2021 8 12

美咲第一交通株式会社
（法人番号１４４０００
１００４８０６） 代表
者西本厚三

北海道函館市亀田町６
番２２号

本社営業所
北海道函館市亀
田町６番２２号

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

令和３年８月１２日、公安委員会からの通報等を端緒として監査を実
施。１件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督違反
（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１項）

0 0

貨物 2021 8 16

北海道エネライン株式会
社（法人番号２４３００
０１０５８５３８） 代
表者鈴木匠

北海道札幌市中央区北
１条東３丁目３番地

釧路営業所
北海道釧路市入
舟４丁目２番１
８号

文書警告
貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

令和３年７月２０日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を
端緒として監査を実施。２件の違反が認められた。（１）運転者台帳
の記載事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全
規則」）第９条の５第１項）、（２）運転者に対する指導監督義務違
反（安全規則第１０条第１項）

0 0

貨物 2021 8 16
東和運輸株式会社（法人
番号3060001011459）
代表者柿並一郎

栃木県那須塩原市北弥
六381番地1

岩手営業所
岩手県奥州市江
刺岩谷堂字松長
根20-9

文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項、法第17条
第4項

令和3年8月5日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、2件の違
反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第3条第4項）、（2）運転者に対
する指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2021 8 16

ファーストシステムサー
ビス株式会社（法人番号
8200001008221) 代表
者細江寿文

岐阜県羽島郡岐南町平
島三丁目163番地

本社営業所
岐阜県羽島郡岐
南町平島三丁目
163番地

輸送施設の使用停止
(50日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第6条第1
項第1号

令和元年9月13日及び令和3年1月13日､死亡事故を引き起こしたことを
端緒として､監査を実施｡5件の違反が認められた｡(1)配置車両数違反(貨
物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1号)､(2)健康診断未受診(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)､(3)運転者に対する指導監
督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(4)特定の
運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条
第2項)､(5)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第10条第2項)

5 5

貨物 2021 8 16
平田運輸株式会社（法人
番号4140001076427)
代表者平田知行

兵庫県加西市鶉野町83-
98

岐阜営業所
岐阜県可児郡御
嵩町御嵩字南山
2188番35

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第1項及び第2項

令和3年8月4日､監査方針に基づき､監査を実施｡2件の違反が認められ
た｡(1)点呼の実施不適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項
及び第2項)､(2)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第5項)

0 0

貨物 2021 8 16
株式会社岡葬(法人番号
5260001001529） 代
表者花岡薫

岡山県岡山市中区平井
5-7-60

本社営業所
岡山県岡山市中
区平井5-7-60

輸送施設の使用停止
（30日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号及び同条第4項

令和2年9月3日及び同年10月7日、情報提供を端緒として監査を実施。5
件の違反が認められた。（1）疾病・疲労等のおそれのある乗務禁止違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第6
項）、（2）点呼の記録義務違反（安全規則第7条第5項）、（3）点呼
の記録事項義務違反（安全規則第7条第5項）、（4）乗務等の記録事項
義務違反（安全規則第8条第1項）、（5）運転者に対する指導監督義務
違反（安全規則第10条第1項）

3 3

タクシー 2021 8 16

福岡第一交通株式会社
（法人番号
6290001021102 ）代表
者稲益強

福岡県福岡市城南区樋
井川2丁目1番54号

福岡南営業
所

福岡県福岡市南
区横手3-331-1

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和3年4月22日、監査実施。5件の違反が認められた。(1)乗務員台帳
の記載事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)
第37条第1項）、(2)点呼の記録義務違反（運輸規則第24条第5項）、
(3)点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条第5項）、(4)乗務時間等
の基準の遵守違反（運輸規則第21条第1項）、(5)運転者に対する指導
監督違反（運輸規則第38条第1項）

0 0



貨物 2021 8 17
福岡運送株式会社（法人
番号1290001009894）
代表者中園浩之

福岡県福岡市南区大楠3
丁目23-23

本社営業所
福岡県大野城市
乙金東4-11-13

輸送施設の使用停止
（50日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第8
条第1項、法第17条
第4項

令和3年3月4日、監査実施。10件の違反が認められた。(1)事業計画(自
動車車庫)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法第8条
第1項)、(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以
下「安全規則」)第7条)、(3)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5
項)、(4)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(5)運行記録計に
よる記録義務違反(安全規則第9条)、(6)運行指示書に係る（作成、指
示、携行）義務違反(安全規則第9条の3)、(7)運行指示書の記載事項義
務違反(安全規則第9条の3)、(8)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規
則第9条の5第1項)、(9)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第
1項)、(10)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10
条第1項)

5 5

貨物 2021 8 17

有限会社リングトランス
ポート（法人番号
4290002048055）代表
者宮口敏美

福岡県八女郡広川町太
田1224番地の2

唐津営業所
佐賀県唐津市佐
志2319番地3

輸送施設の使用停止
(50日車)、文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第4項

令和3年4月30日、監査実施。10件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規
則」)第3条第4項)、(2)乗務時間等の基準なお書き違反(安全規則第3条
第4項)、(3)(4)点呼の実施義務違反等(安全規則第7条)、(5)事故の記録
事項義務違反(安全規則第9条の2)、(6)運行指示書の記載事項義務違反
(安全規則第9条の3)、(7)運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5
第1項)、(8)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、
(9)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(10)運転者に
対する指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1項)

5 5

貸切バス 2021 8 17
有明交通株式会社（法人
番号1290001052606）
代表者小宮麻由子

福岡県柳川市大和町中
島80

本社営業所
福岡県柳川市大
和町中島西清出
80

輸送施設の使用停止
（60日車）

道路運送法第9条の2
令和3年3月26日、監査実施。１件の違反が認められた。(1)運賃料金事
前届出、運賃料金変更事前届出違反（道路運送法第9条の2第1項）

6 6

貸切バス 2021 8 17
株式会社あいら観光（法
人番号1330001010410
）代表者坂本昭二

熊本県山鹿市菊鹿町下
内田2065番地1号

本社営業所
熊本県山鹿市菊
鹿町下内田2065
番地1号

輸送施設の使用停止
（60日車）

道路運送法第9条の2
令和3年4月16日、監査実施。１件の違反が認められた。(1)運賃料金事
前届出、運賃料金変更事前届出違反（道路運送法第9条の2第1項）

6 6

貨物 2021 8 18
株式会社ＭＫライン（法
人番号9080001017333)
代表者松本三男

静岡県焼津市上泉1051
番地の4

本社営業所
静岡県藤枝市平
島字袮口766番地
の2

輸送施設の使用停止
(70日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和2年10月1日､関係機関からの情報を端緒として､監査を実施｡10件の
違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)一の運行の勤務時間遵守違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)、(3)点呼の実施義務違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)､(4)点
呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､
(5)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8
条)､(6)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第9条)､(7)運転者台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第9条の5第1項)､(8)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(9)特定の運転者に対する指導義務違
反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(10)特定の運転者に
対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第
2項)

7 7

貨物 2021 8 19
株式会社西村運送（法人
番号3120101047041）
代表者西村雅道

大阪府貝塚市脇浜1丁目
11-28

本店
大阪府貝塚市脇
浜3丁目332番地
の10

輸送施設の使用停止
（70日車）

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

令和2年11月25日及び令和3年3月19日、公安委員会からの通報を端緒
に監査を実施。7件の違反が認められた。（1）事業計画変更認可違反
【自動車車庫の位置及び収容能力違反】（貨物自動車運送事業法施行
規則第2条第1項第4号）、（2）「貨物自動車運送事業の事業用自動車
の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（3）点
呼の実施違反【未実施】（安全規則第7条第1項～第3項）、（4）点呼
の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、（5）運行
記録計による記録違反【記録】（安全規則第9条）、（6）運行指示書
【作成、指示又は携行の義務違反】(安全規則第9条の3第1項～第3
項)、（7）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して
行う指導及び監督の指針」による運転者に対する指導及び監督違反
【一部不適切】（安全規則第10条第1項）

7 7

貨物 2021 8 20
株式会社まるよ運送（法
人番号7080001014076)
代表者横田和明

静岡県榛原郡吉田町川
尻913-1

本社営業所
静岡県榛原郡吉
田町川尻字京田
912-1

輸送施設の使用停止
(30日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和3年2月19日､死亡事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡8件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)点呼の記録義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(3)点呼の記録記載事項不備(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(4)運行記録計による記録
義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(5)運転者台帳の記
載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(6)運
転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10
条第1項)､(7)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第2項)､(8)特定の運転者に対する運転適性診断未受
診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)

3 3

タクシー 2021 8 20

観光第一交通株式会社
（法人番号
5370001004454） 代
表者橋本博介

宮城県仙台市若林区卸
町東一丁目1番地56号

本社営業所
宮城県仙台市若
林区卸町東一丁
目1番地56号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和3年8月20日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実施した
結果、1件の違反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

11 0

タクシー 2021 8 20

宮城タクシー株式会社
（法人番号
6370001002382） 代
表者千葉武弘

宮城県仙台市太白区富
沢西3丁目12番地の8

本社営業所
宮城県仙台市太
白区富沢西3丁目
12番地の8

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和3年8月20日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実施した
結果、1件の違反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

6 0

タクシー 2021 8 20

大阪第一交通株式会社
(法人番号
6120101055322） 代
表者芝辻徹

大阪府泉北郡忠岡町忠
岡北3丁目11-14

忠岡
大阪府泉北郡忠
岡町忠岡北3丁目
11-14

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和3年7月21日及び同年8月3日、法令違反の疑いを端緒として監査を
実施。2件の違反が認められた。(1)苦情処理の記録、保存義務違反【記
録なし】(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、｢運輸規則｣)第3条第2
項)、(2)｢旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う
指導及び監督の指針｣による運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則
第38条第1項)

0 0

貨物 2021 8 23
有限会社水島組（法人番
号4200002024386) 代
表者水野隼助

岐阜県恵那市山岡町下
手向55-1

本社営業所
岐阜県恵那市山
岡町下手向字大
正55-1

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

令和3年8月19日､監査方針に基づき､監査を実施｡4件の違反が認められ
た｡(1)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)､
(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及
び第2項)､(3)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第5項)､(4)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条第5項)

0 0



貨物 2021 8 23
中部興産株式会社（法人
番号6180001097285)
代表者浅井勝

愛知県愛西市渕高町蔭
島42番地4

海部営業所
愛知県愛西市立
石町上115

輸送施設の使用停止
(180日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和2年12月3日､酒気帯び運転による事故を端緒として､監査を実施｡11
件の違反が認められた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事
業法施行規則第2条第1項第4号)､(2)乗務時間等基準告示の守違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(3)点呼の実施義務違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)､(4)点
呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､
(5)点呼の記録不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､
(6)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条
の3第1項)､(7)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第1項)､(8)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(9)特定の運転者に対する運
転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(10)
社会保険等未加入(貨物自動車運送事業法第24条の4)､(11)事業報告書及
び実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項)

18 18

貨物 2021 8 23

株式会社やまひろ運輸
（法人番号
3180301023910) 代表
者小山晃一

愛知県西尾市吉良町乙
川白浜75番地

本社営業所
愛知県西尾市吉
良町乙川白浜75
番地

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和3年7月7日､重傷事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡3件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)運転者に対する指導監督義
務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(3)特定の運転
者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項)

0 0

貨物 2021 8 23
株式会社ＭＦＬ(法人番
号2120902002170）
代表者信川英樹

大阪府摂津市鳥飼西1丁
目1番17号

岡山営業所
岡山県岡山市東
区上道北方730

輸送施設の使用停止
（60日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
9条第3項前段、法第
17条第1項第1号及
び同条第4項

令和2年6月23日及び同年8月31日、死亡事故を端緒として監査を実施。
10件の違反が認められた。（1）事業計画の変更事前届出違反（事業用
自動車の種別ごとの数）（貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項
第1号）、（2）疾病・疲労等のおそれのある乗務禁止違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」第3条第6項）、（3）事故
の記録事項義務違反（安全規則第9条の2）、（4）運転者台帳の作成義
務違反（安全規則第9条の5第1項）、（5）運転者台帳の記載事項義務
違反（安全規則第9条の5第1項）、（6）運転者に対する指導監督義務
違反（安全規則第10条第1項）、（7）運転者に対する指導監督の記録
義務違反（安全規則第10条第1項）、（8）運転者に対する指導監督の
記録事項義務違反（安全規則第10条第1項）、（9）特定の運転者に対
する適性診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）、（10）運行管理
者の講習受講義務違反（安全規則第23条第1項）

6 6

貨物 2021 8 23
有限会社糸川重機(法人
番号5280002000239）
代表者糸川隆弘

島根県松江市東忌部町
2144番地

本社営業所
島根県松江市東
忌部町2143番地1

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

令和3年5月7日、過積載運行を行ったとして鳥取県公安委員会から通知
を受けたことを端緒として監査を実施。1件の違反が認められた。過積
載運送（貨物自動車運送事業法第17条第3項）

2 2

貨物 2021 8 23

加茂谷運送株式会社（法
人番号
3480001006623）代表
者谷真澄

徳島県阿南市楠根町津
越182

本社営業所
徳島県阿南市楠
根町津越182

輸送施設の使用停止
（40日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号、第4項

令和3年3月29日、労働局からの通報を端緒として監査を実施したとこ
ろ、5件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が不適
切であり、所定の拘束時間及び連続運転並びに休日労働の限度を超
え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者が
あったこと（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）
第3条第4項）、(2)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、１
箇月の拘束時間及び休日労働の限度を超えて乗務していた者があった
こと（安全規則第3条第4項）、(3)運転者に対する点呼が確実になされ
ていなかったこと（安全規則第7条第1項、第2項、第3項）、(4)運転者
に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと（安全規則
第7条第5項）、(5)運転者の乗務について定められた事項の記録が不適
切であったこと（安全規則第8条）

4 4

貨物 2021 8 23
川島運送有限会社（法人
番号8480002009059）
代表者佐藤浩

徳島県吉野川市川島町
三ツ島字北新田570-1

本社営業所
徳島県吉野川市
川島町三ツ島字
北新田570-1

輸送施設の使用停止
（70日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法第17条第3項、第
4項、第24条の3、4

令和3年4月23日及び同年5月17日、死亡事故を端緒として監査を実施し
たところ、6件の違反が確認された。(1)過積載による運送の引き受けを
行っていたこと（貨物自動車運送事業法第17条第3項）、(2)貨物の運
送に関し支払うことのある損害賠償の支払能力を確保していなかった
こと（貨物自動車運送事業法施行規則第14条第3号）、(3)輸送の安全
にかかわる情報を公表していなかったこと（貨物自動車運送事業輸送
安全規則（以下「安全規則」）第2条の8）、(4)運転者に対する点呼の
実施結果の記録内容が不適切であったこと（安全規則第7条第5項）、
(5)運行記録計による記録が確実になされていなかったこと（安全規則
第9条）、(6)運転者台帳について定められた事項の記録が不適切であっ
たこと（安全規則第9条の5第1項）

7 7

貨物 2021 8 24
田端運輸株式会社（法人
番号3011501002844）
代表者菅原誠

東京都北区東田端２－
１１－３

本社
東京都北区東田
端２－１１－３

輸送施設の使用停止
（170日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の2

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和2年9月16日及び同
年10月1日、監査を実施。9件の違反が認められた。（１）乗務等の記
録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（２）
運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
10条第1項）、（３）高齢運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第10条第2項）、（４）高齢運転者に対する適性診
断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、
（５）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3
条の2）、（６）整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条の4）、（７）運行管理者の講習受講義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項）、（８）事業計画の変更
認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、（９）報告義務違反
（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

17 17

貨物 2021 8 24

合同会社ＦＲＥＥＤＯＭ
ＥＸＰＲＥＳＳ（法人番
号7120103002156）代
表社員森本浩史

大阪府堺市中区田園387
番地9

南大阪
大阪府堺市中区
深阪1丁6-39-A-
101

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和3年5月12日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。1件の違
反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転
者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者の指導監督義務違
反【駐停車･放置駐車違反】（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条
第1項）

1 1

タクシー 2021 8 24
東京太陽株式会社（法人
番号2011801013963）
代表者中川昌信

東京都葛飾区四つ木5-
5-18

本社営業所
東京都葛飾区四
つ木5-5-18

輸送施設の使用停止
（44日車）

道路運送法第１３条
令和2年9月29日、法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として調査を
実施。1件の違反が認められた。(1)運送引受義務違反(道路運送法第13
条)

5 5

タクシー 2021 8 24

合資会社西部水巻交通
（法人番号
9290803001199 ）代表
者古賀憲男

福岡県遠賀郡水巻町頃
末南3丁目13番11号

本社営業所
福岡県遠賀郡水
巻町頃末南3丁目
13番11号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和3年7月12日、監査実施。5件の違反が認められた。(1)乗務員台帳
の記載事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)
第37条第1項）、(2)点呼の記録義務違反（運輸規則第24条第5項）、
(3)点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条第5項）、(4)運転者に対
する指導監督違反（運輸規則第38条第1項）、(5)運転者に対する指導
監督の記録保存違反（運輸規則第38条第1項）

0 0

タクシー 2021 8 24

サンタクシー株式会社
（法人番号
3290001013424 ）代表
者稲吉雅一

福岡県福岡市博多区東
那珂2丁目22番地2号

本社営業所
福岡県福岡市博
多区東那珂2丁目
22番地2号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和3年7月20日、監査実施。7件の違反が認められた。(1)点呼の記録
義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第5
項）、(2)乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第25条）、(3)運転者に
対する指導監督違反（運輸規則第38条第1項）、(4)運転者に対する指
導監督の記録又は指導監督の記録保存違反（運輸規則第38条第1項）、
(5)運転者に対する指導監督の記載事項義務違反（運輸規則第38条第1
項）、(6)特定運転者に対する特別な指導監督違反（運輸規則第38条第
2項）、(7)特定運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第38
条第2項）

0 0



乗合バス 2021 8 24

松戸新京成バス株式会社
（法人番号：
6040001028758） 代
表者 小林 匠

千葉県鎌ヶ谷市くぬぎ
山4-1-12

松戸営業所
千葉県松戸市紙
敷96-36

輸送施設の使用停止
（10日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第1
項

令和3年2月16日、労働局からの通知を端緒に監査を実施。2件の違反が
認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規
則(以下｢運輸規則｣)第21条第1項)､(2)運転者に対する指導監督義務違反
(運輸規則第38条第1項)

4 1

乗合バス 2021 8 24

船橋新京成バス株式会社
（法人番号：
7040001028757） 代
表者 河合 義一

千葉県鎌ヶ谷市くぬぎ
山4-1-12

鎌ヶ谷営業
所

千葉県鎌ヶ谷市
鎌ヶ谷1-8-2

輸送施設の使用停止
（30日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和3年2月18日、労働局からの通知を端緒に監査を実施。2件の違反が
認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規
則(以下｢運輸規則｣)第21条第1項)､(2)運転者に対する指導監督等義務違
反(運輸規則第38条第1項)

7 3

貨物 2021 8 25

株式会社ライトトランス
ポート（法人番号
5200001010510) 代表
者大西光三

岐阜県瑞穂市牛牧694番
地

本社営業所
岐阜県瑞穂市牛
牧694番地

輸送施設の使用停止
(20日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第6条第1
項第1号

令和3年3月12日､監査方針に基づき､監査を実施｡4件の違反が認められ
た｡(1)配置車両数違反(貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1
号)､(2)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第4項)､(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条第1項及び第2項)､(4)点呼の実施不適切(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条第1項及び第2項)

2 2

貨物 2021 8 25
山本運送有限会社（法人
番号7210002010779)
代表者山本美津治

福井県敦賀市中45号生
水尻17-2

本社営業所
福井県敦賀市中
45号生水尻17-2

輸送施設の使用停止
(130日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和3年3月19日､監査方針に基づき､監査を実施｡14件の違反が認められ
た｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第4項)､(2)一の運行の勤務時間遵守違反(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第4項)､(3)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第3条第6項)､(4)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第3条の4)､(5)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)､(6)点呼の記録記載
事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(7)乗務等の記
録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(8)運行記録
計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(9)事
故の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の2)､
(10)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条
の3第1項)､(11)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第9条の5第1項)､(12)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(13)一般講習受講義務違反(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)､(14)事業報告書及び輸送
実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項)

28 28

貨物 2021 8 25

天竜自動車運送株式会社
（法人番号
1080401010275) 代表
者渡辺豪

静岡県浜松市浜北区中
瀬7135-64

浜松営業所
静岡県浜松市中
区高丘東2丁目
120-25

輸送施設の使用停止
(60日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和3年2月4日､監査方針に基づき、監査を実施｡6件の違反が認められ
た｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第4項)､(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第7条第5項)､(4)点呼の記録不実記載(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第8条)､(6)事故の記録記載事項不備(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第9条の2)

6 6

貨物 2021 8 25
有限会社渡辺建材（法人
番号9080002018297)
代表者渡邊茂雄

静岡県藤枝市助宗417 本社営業所
静岡県藤枝市助
宗字新田417番地
の1

輸送施設の使用停止
(55日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第6条第1
項第1号

令和3年1月29日､関係機関からの情報を端緒として､監査を実施｡11件の
違反が認められた｡(1)配置車両数違反(貨物自動車運送事業法施行規則
第6条第1項第1号)､(2)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第3条第4項)､(3)日常点検未実施(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条の2)､(4)点検整備記録簿等の未記載(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第3条の2)､(5)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(6)乗務等の記録義務違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(7)乗務等の記録記載事項不備(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(8)運行記録計による記録義務違
反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(9)運転者台帳の記載事項
等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(10)特定の運
転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
10条第2項)､(11)輸送の安全にかかわる情報の公表義務違反(貨物自動車
運送事業法第24条の3)

6 6

貨物 2021 8 25
東陽物流株式会社（法人
番号5180001006981)
代表者黒田城児

愛知県名古屋市港区入
船1-1-21

入船営業所
愛知県名古屋市
港区入船1丁目1
番34号

輸送施設の使用停止
(80日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和3年2月3日､重傷事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡5件の違反が認められた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運
送事業法施行規則第2条第1項第4号)､(2)点呼の実施義務違反(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録記載事項
不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(4)点呼の記録不実
記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)運転者に対する
指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)

8 8

タクシー 2021 8 25

ひまわりタクシー株式会
社(法人番号
4120001156536) 代表
者服部秀一

大阪府守口市八雲中町2
丁目10番8号

本社
大阪府守口市八
雲中町2丁目10番
8号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(駐
停車違反)が過去一年以内に3件に達した。｢旅客自動車運送事業者が事
業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針｣による運転者に
対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

貨物 2021 8 26

有限会社ベストライン
（法人番号
3370002016467） 代
表者鈴木 進

宮城県仙台市宮城野区
白鳥2丁目33番7号

本社営業所
宮城県仙台市宮
城野区白鳥2丁目
33番7号

輸送施設の使用停止
（30日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第9
条第1項、法第17条
第4項

令和2年9月15日及び令和3年4月22日、死亡事故を引き起こしたことを
端緒として監査を実施した結果、5件の違反が認められた｡（1）自動車
車庫の位置及び収容能力違反（貨物自動車運送事業法施行規則第2条第
1項第4号）、（2）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則（以下｢安全規則｣）第7条第1項、第2項）、（3）運転者台帳の作
成義務違反（安全規則第9条の5第1項）、（4）運転者台帳の作成義務
違反【記載事項等の不備】（安全規則第9条の5第1項）、（5）運転者
に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）

3 3

貨物 2021 8 26

有限会社サンコー運輸
（法人番号
4170002006124）代表
者山本光生

和歌山県岩出市中迫239
番地

本社
和歌山県岩出市
中迫字西丁239番
地

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和2年9月3日、同年10月15日及び令和3年2月15日、法令違反の疑い
があることを端緒に監査を実施。7件の違反が認められた。（1）「貨
物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に
係る基準」（以下「乗務時間等告示」）の遵守違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項）、（2）乗務時間等
告示なお書きの遵守違反（一運行の勤務時間）（安全規則第3条第4
項）、（3）点呼の実施違反【未実施】（安全規則第7条第1項～第3
項）、（4）点呼の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5
項）、（5）乗務等の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第8
条）、（6）運行記録計による記録違反【記録】（安全規則第9条）、
（7）運行管理者の講習受講義務違反（安全規則第23条第1項）

6 6

乗合バス 2021 8 26
京都市交通局(法人番号
2000020261009) 代表
者山本耕治

京都府京都市右京区太
秦下刑部町12

九条営業所
京都府京都市南
区東九条下殿田
町70番地

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和3年7月6日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。｢旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対し
て行う指導及び監督の指針｣による運転者に対する指導監督義務違反(旅
客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

5 0



タクシー 2021 8 27

有限会社西部トモエ交通
(法人番号
6250002005025） 代
表者古賀憲男

山口県宇部市明神町3丁
目7番23号

本社営業所
山口県宇部市明
神町3丁目7番23
号

輸送施設の使用停止
（10日車）及び文書
警告

道路運送法第27条第
3項

令和2年10月13日及び令和3年3月12日、酒気帯び運転による事故を端
緒として監査実施。6件の違反が認められた。（1）点呼の記録事項義
務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第24条第5
項）、（2）乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条第1
項）、（3）運転者に対する指導監督義務違反（運輸規則第38条第1
項）、（4）運転者に対する指導監督の記録事項義務違反（運輸規則第
38条第1項）、（5）特定の運転者に対する特別な指導義務違反（運輸
規則第38条第2項）、（6）特定の運転者に対する適性診断受診義務違
反（運輸規則第38条第2項）

1 1

乗合バス 2021 8 27
羽後交通株式会社（法人
番号6410001008788）
代表者齋藤善一

秋田県横手市前郷二番
町4-10

本荘営業所
秋田県由利本荘
市肴町45

輸送施設の使用停止
（10日車）及び文書
警告

道路運送法第27条第
3項

令和3年4月27日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として監査を実
施した結果、2件の違反が認められた｡（1）運転基準図の作成義務違反
【記載事項等の不備】（旅客自動車運送事業運輸規則（以下｢運輸規
則｣）第27条第1項）、（2）運転者に対する指導監督義務違反（旅客自
動車運送事業運輸規則第38条第1項）

1 1

貨物 2021 8 30

サンライズ産業株式会社
（法人番号
4420001010605） 代
表者工藤博文

青森県弘前市大字一町
田字早稲田863番地

本社営業所
青森県弘前市大
字賀田一丁目7-2

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和3年6月16日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として監査を実
施した結果、1件の違反が認められた｡（1）運行記録計による記録義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）

2 0

貨物 2021 8 30

ダイカツ運送株式会社
（法人番号
9070001012137）代表
者大河原守行

群馬県富岡市上高瀬３
１２

本社
群馬県富岡市上
高瀬３１２

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第5項

労働局からの通報を端緒として、令和3年5月25日、監査を実施。2件の
違反が認められた。（１）点呼の記録義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第5項）、（２）運転者に対する指導監督違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2021 8 31 矢澤功
栃木県さくら市押上７
８２

本社
栃木県さくら市
押上７８２

輸送施設の使用停止
（135日車）、輸送の
安全確保命令

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和3年3月19日、同年4
月19日、同年4月27日、監査を実施。12件の違反が認められた。（１）
乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第
4項）、（２）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条第6項）、（３）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条）、（４）乗務等の記録保存義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（５）運行記録計による記録保
存義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（６）運転者
に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1
項）、（７）高齢運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第2項）、（８）初任・高齢運転者に対する適性診
断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、
（９）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3
条の2）、（１０）整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第3条の4）、（１１）運行管理者の講習受講義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項）、（１２）報告義務
違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

14 14

貨物 2021 8 31
株式会社森嶋運送（法人
番号7150001016981）
代表者森嶋究

奈良県大和郡山市八条
町622番地

本社
奈良県大和郡山
市八条町622番地

輸送施設の使用停止
（205日車）

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

令和2年11月18日及び同年11月25日、関係機関からの情報を端緒に監
査を実施。11件の違反が認められた。（1）事業計画変更認可違反【自
動車車庫の位置及び収容能力違反】（貨物自動車運送事業法施行規則
（以下「施行規則」）第2条第1項第4号）、（2）事業計画変更事前届
出違反【各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数違反】（施
行規則第6条第1項第1号）、（3）「貨物自動車運送事業の事業用自動
車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（4）
疾病、疲労等のおそれのある乗務（安全規則第3条第6項）、（5）点検
整備違反【定期点検整備等の未実施】（安全規則第3条の2、道路運送
車両法第48条）、（6）整備管理者の研修受講義務違反【研修未受講】
（安全規則第3条の4）、（7）点呼の実施違反【未実施】（安全規則第
7条第1項～第3項）、（8）点呼の記録違反【記載事項等の不備】（安
全規則第7条第5項）、（9）乗務等の記録違反【記載事項等の不備】
（安全規則第8条）、（10）運行記録計による記録違反【記録】（安全
規則第9条）、（11）運行管理者の講習受講義務違反（安全規則第23条
第1項）

21 21

貨物 2021 8 31 赤阪光章
奈良県磯城郡川西町結
崎356-1コスモ結崎
B101

川西
奈良県磯城郡川
西町大字結崎146
番地の11

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第2
号

令和2年12月3日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。3件の違反
が認められた。(1)整備管理者の研修受講義務違反【研修未受講】（貨
物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条の4）、
（2）点呼の実施違反【未実施】及び【不適切】（安全規則第7条第1項
～第3項）、（3）点呼の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第7
条第5項）

2 2

貨物 2021 8 31
坪本運送株式会社(法人
番号1150001009925)代
表者坪本考代

奈良県宇陀市榛原桧牧
135-1

本社
奈良県宇陀市榛
原桧牧135-1

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項

令和2年11月13日及び同年11月26日、法令違反の疑いがあることを端
緒に監査を実施。4件の違反が認められた。（1）「貨物自動車運送事
業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵
守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条
第4項）、（2）点呼の実施違反【未実施】（安全規則第7条第1項～第3
項）、（3）点呼の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5
項）、（4）運行記録計による記録違反【記録】（安全規則第9条）

4 4

貨物 2021 8 31
有限会社丸広（法人番号
7180002052098)代表者
鈴木秋広

愛知県北名古屋市片場
大石28番地6

本社営業所
愛知県北名古屋
市片場大石28番
地6

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第5項

令和3年7月13日及び令和3年7月27日､監査方針に基づき､監査を実施｡2
件の違反が認められた｡(1)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条第5項)､(2)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第7条第5項)

0 0

タクシー 2021 8 31

株式会社山形タクシー
（法人番号
6390001002050） 代
表者那須尚平

山形県山形市落合町170
番地

本社営業所
山形県山形市落
合町170番地

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和3年7月8日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として監査を実施
した結果、2件の違反が認められた｡（1）乗務員台帳の作成義務違反
【記載事項等の不備】（旅客自動車運送事業運輸規則（以下｢運輸規
則｣）第37条第1項）、（2）運転者に対する指導監督義務違反（運輸規
則第38条第1項）

0 0

タクシー 2021 8 31

神奈中タクシー株式会社
（法人番号
1021001024472） 代
表者福山裕

神奈川県厚木市栄町1-
1-7

横浜営業所
神奈川県横浜市
旭区西川島町10-
1他

輸送施設の使用停止
（40日車）

道路運送法第１３条

令和2年11月19日、法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として監査を
実施。3件の違反が認められた。(1)運送引受義務違反(道路運送法第13
条)､(2)点呼の記録事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運
輸規則)第24条)､(3)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条
第1項)

4 4

タクシー 2021 8 31

京浜ハイヤー株式会社
（法人番号
9020001003818） 代
表者岩浦泰二

神奈川県横浜市港南区
最戸1-8-5

本社営業所
神奈川県横浜市
港南区最戸1-8-5

輸送施設の使用停止
（159日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第２５条第
３項

令和2年12月10日及び令和2年12月24日、法令違反の疑いがある旨の情
報を端緒として監査を実施。8件の違反が認められた。(1)営業区域外運
送違反(道路運送法第20条)､(2)健康状態の把握義務違反(旅客自動車運
送事業運輸規則(以下､運輸規則)第21条第5項)､(3)点呼の記録事項義務
違反(運輸規則第24条第5項)､(4)乗務記録の不実記載(運輸規則第25条第
3項)､(5)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(6)
高齢運転者に対する告示で定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条
第2項)､(7)初任運転者･高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸
規則第38条第2項)､(8)運賃変更届出違反(ﾀｸｼｰ適正化･活性化法第16条の
4第1項)

16 16

貸切バス 2021 8 31

有限会社聖高原バス（法
人番号
9100002023138） 代
表者大川治水

長野県東筑摩郡筑北村
東条1250番地4

松本営業所
長野県松本市小
屋南1-15-16

文書警告

道路運送法（以下
「法」）第15条1
項、同条第3項及び
法第27条第3項

令和3年2月1日、監査実施。3件の違反が認められた。（1）事業計画の
変更認可違反（法第15条第１項）、（2）事業計画の事前変更届出違反
（法第15条第3項）（3）点呼の記録記載不備（旅客自動車運送事業運
輸規則第24条第5項）

5 5



貨物 2021 9 1

株式会社リリーフセン
ター（法人番号
8122001008234）代表
者貞松孝明

大阪府東大阪市水走5-
5-32

本社
大阪府東大阪市
水走5-5-32

輸送施設の使用停止
（80日車）

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

令和2年12月15日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。12件の
違反が認められた。（1）事業計画変更認可違反【自動車車庫の位置及
び収容能力違反】（貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4
号）、（2）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間
及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（3）点検整備記録簿等の記
載違反等【記録の保存】（安全規則第3条の2第2項、道路運送車両法第
49条）、（4）（5）点呼の実施違反【未実施】【不適切】（安全規則
第7条第1項～第3項）、（6）点呼の記録違反【記載事項等の不備】
（安全規則第7条第5項）、（7）運行指示書【作成、指示又は携行の義
務違反】(安全規則第9条の3第1項～第3項)、（8）運転者台帳【作成】
（安全規則第9条の5第1項）、（9）運転者台帳の保存義務違反（安全
規則第9条の5第2項）、（10）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車
の運転者に対して行う指導及び監督の指針」（以下「指導監督告
示」）による運転者に対する指導及び監督違反【大部分不適切】（安
全規則第10条第1項）、（11）（12）指導監督告示による運転者に対す
る特別な指導及び運転適性診断受診義務違反【特別な指導の実施状
況】【運転適性診断の受診状況】（安全規則第10条第2項）

8 8

タクシー 2021 9 1

加賀第一交通株式会社
（法人番号
6220001013477） 代
表者工合田修身

石川県加賀市山代温泉
桔梗丘2丁目96-1

本社営業所
石川県加賀市山
代温泉桔梗丘2丁
目96-2

輸送施設の使用停止
（10日車）

道路運送法第30条第
2項

平成30年12月5日、監査実施。1件の違反が認められた。（1）事業の健
全な発達を阻害する競争（道路運送法第30条第2項）

1 1

貨物 2021 9 2
大浜陸運株式会社（法人
番号3140001000230）
代表者大江タクヱ

兵庫県芦屋市浜芦屋町
8-12

本社
兵庫県神戸市中
央区港島8丁目12
番地

輸送施設の使用停止
（205日車)

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

令和2年12月11日及び令和3年1月18日、公安委員会からの通報を端緒
に監査を実施。13件の違反が認められた。（1）事業計画変更認可違反
【自動車車庫の位置及び収容能力違反】（貨物自動車運送事業法施行
規則（以下「施行規則」）第2条第1項第4号）、（2）事業計画変更事
前届出違反【各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数違反】
（施行規則第6条第1項第1号）、（3）「貨物自動車運送事業の事業用
自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、
（4）点検整備違反【定期点検整備等の未実施】（安全規則第3条の2、
道路運送車両法第48条）、（5）点検整備記録簿等の記載違反等【記録
の保存】（安全規則第3条の2、道路運送車両法第49条）、（6）点呼の
実施違反【未実施】（安全規則第7条第1項～第3項）、（7）（8）乗務
等の記録違反【記載事項等の不備】【記録の保存】（安全規則第8
条）、（9）運行記録計による記録違反【記録の保存】（安全規則第9
条）、（10）運転者台帳【記載事項等の不備】（安全規則第9条の5第1
項）、（11）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対し
て行う指導及び監督の指針」（以下「指導監督告示」）による運転者
に対する指導及び監督違反【大部分不適切】（安全規則第10条第1
項）、（12）指導監督告示による運転者に対する特別な指導及び運転
適性診断受診義務違反【運転適性診断の受診状況】（安全規則第10条
第2項）、（13）自動車事故報告規則に規定する事故の届出違反【未届
出】（貨物自動車運送事業法第24条）
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貨物 2021 9 3
有限会社エーライン（法
人番号8180002042924)
代表者上村秋人

愛知県名古屋市港区木
場町9-24

東海営業所
愛知県東海市東
海町2-2-16、17

輸送施設の使用停止
(30日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和3年2月17日､重傷事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡6件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)点呼の記録記載事項不備(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(3)運行記録計による記録
義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(4)運転者に対する
指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(5)
特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第10条第2項)､(6)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第10条第2項)

3 3

貨物 2021 9 3

株式会社おだか実業(法
人番号
4260001010241） 代
表者小高智志

岡山県赤磐市仁堀中
1060

本社
岡山県赤磐市仁
堀中1060

輸送施設の使用停止
（80日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号及び同条第4項

令和2年10月9日及び同年11月11日、救護義務違反があったことを端緒
として監査を実施。13件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵
守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条
第4項）、(2)点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項、第2項及び第
3項）、(3)点呼の記録事項義務違反（安全規則第7条第5項）、(4)乗務
等の記録事項義務違反（安全規則第8条第1項）、(5)乗務等の記録保存
義務違反（安全規則第8条第1項）、(6)運行記録計による記録義務違反
（安全規則第9条）、(7)運行記録計による記録保存義務違反（安全規則
第9条）、(8)事故の記録事項義務違反（安全規則第9条の2）、(9)運転
者台帳の記載事項義務違反（安全規則第9条の5第1項）、(10)運転者に
対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）、(11)運転者に対す
る指導監督の記録事項義務違反（安全規則第10条第1項）、(12)特定の
運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）、(13)
運行管理者の講習受講義務違反（安全規則第23条第1項）

18 8

貨物 2021 9 3

株式会社宝島引越運輸
（法人番号
6330001012146） 代
表者徳永章寿

熊本県玉名市天水町部
田見2828番地1

本社営業所
熊本県玉名市天
水町部田見2825-
1

輸送施設の使用停止
（20日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第8
条第1項、法第17条
第1項第1号、法第
17条第4項、法第60
条第1項

令和3年2月18日、監査実施。10件の違反が認められた。(1)、（2）事
業計画(自動車車庫、配置車両数)に定めるところに従う義務違反(貨物
自動車運送事業法（以下｢法｣）第8条第1項)、(3)乗務時間等の基準の遵
守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4
項)、(4)疾病、疲労等のおそれのある乗務(安全規則第3条第6項)、(5)
点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(6)乗務等の記録事項
義務違反(安全規則第8条)、(7)運転者に対する指導監督違反(安全規則
第10条第1項)、(8)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録
保存違反(安全規則第10条第1項) 、(9)特定運転者に対する特別な指導
監督違反(安全規則第10条第2項)、(10)報告義務違反(法第60条第1項)

2 2

タクシー 2021 9 3

ドリーム&トラストジャ
パン株式会社(法人番号
5120101022752)代表者
上田俊明

大阪市大正区南恩加島
5-1-25

本社営業所
大阪府大阪市大
正区南恩加島5-
1-25

文書警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(放
置駐車違反)が過去一年以内に3件に達した。｢旅客自動車運送事業者が
事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針｣による運転者
に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

貨物 2021 9 6

株式会社アネーラネクス
ト（法人番号
3120001181931）代表
者樋口勉

大阪府箕面市粟生間谷
西7丁目29-20

摂津
大阪府摂津市別
府3丁目10番1号
神崎文化102号

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(駐
停車違反)が過去1年以内に3件に達した。（1）運転者の指導監督義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0



貨物 2021 9 6
株式会社前原運送（法人
番号8290001061245）
代表者前原明弘

福岡県八女市本村643-
10

本社営業所
福岡県八女市立
花町山崎1795-1

輸送施設の使用停止
（50日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第4項

令和3年6月29日、監査実施。11件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規
則」)第3条第4項)、(2)乗務時間等の基準なお書き違反(安全規則第3条
第4項)、(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(4)点呼の記録義務
違反(安全規則第7条第5項)、(5)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7
条第5項)、(6)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(7)運行記
録計による記録保存義務違反(安全規則第9条)、(8)運行指示書の記載事
項義務違反(安全規則第9条の3)、(9)運転者台帳の作成義務違反(安全規
則第9条の5第1項)、(10)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条
の5第1項)、(11)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)

5 5

乗合バス 2021 9 6
名古屋市（法人番号
3000020231002) 代表
者小林史郎

愛知県名古屋市中区三
の丸3丁目1番地1号

鳴尾営業所
愛知県名古屋市
南区上浜町40番
地

輸送施設の使用停止
(10日車)

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和3年7月15日、監査方針に基づき、監査を実施。1件の違反が認めら
れた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規
則第38条第1項)

1 1

貨物 2021 9 7

大阪牧迫運輸株式会社
（法人番号
1120001031980）代表
者牧迫春光

大阪府大阪市住之江区
平林南１－３－５４

栃木
栃木県宇都宮市
下小倉町４５７
５

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年12
月22日及び令和3年1月20日、監査を実施。10件の違反が認められた。
（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第3条第4項）、（２）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第6項）、（３）点呼の実施義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第7条）、（４）乗務等の記録事項違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（５）運行記録計による記
録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（６）運行指
示書の記載事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3）、
（７）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第1項）、（８）事故惹起・初任運転者に対する指導監督違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（９）事故惹起
運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第2項）、（１０）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第3条の2）

4 4

貨物 2021 9 7
株式会社樋口運輸（法人
番号5040001071486）
代表者樋口隆太郎

千葉県野田市谷津字越
蒔１２７６－１

本社
千葉県野田市谷
津字越蒔１２７
６－１

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第2項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年12
月16日、監査を実施。8件の違反が認められた。（１）点呼の記録義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）、（２）運行指
示書の作成義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3）、
（３）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第1項）、（４）高齢運転者に対する指導監督違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（５）高齢運転者に対する
適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項）、（６）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条の2）、（７）整備管理者の選任（変更）未届出違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第52条）、
（８）事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）

1 1

貨物 2021 9 7
株式会社上徳総業（法人
番号7070001027566）
代表者徳田和弥

群馬県太田市藪塚町２
７８１－２０

本社
群馬県太田市藪
塚町２７８１－
２０

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

労働局からの通報を端緒として、令和3年1月19日、監査を実施。3件の
違反が認められた。（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第3条第4項）、（２）疾病のおそれのある乗務
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（３）運転者に対
する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

3 3

貨物 2021 9 7
大川運輸株式会社（法人
番号9050001020109）
代表者大川功

茨城県鹿嶋市宮中２－
４－１３

本社
茨城県鹿嶋市宮
中字中町附４６
２５－３

輸送施設の使用停止
（80日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年11
月11日及び同年12月24日、監査を実施。11件の違反が認められた。
（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第3条第4項）、（２）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条）、（３）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第8条第1項）、（４）運行記録計による記録義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（５）運行指示書の記載
事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3）、（６）運転
者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条
第1項）、（７）高齢運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第2項）、（８）高齢運転者に対する適性診断受
診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（９）
事故の未報告（貨物自動車運送事業法第24条、自動車事故報告規則第3
条第1項）、（１０）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法
第9条第1項）、（１１）事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業
法第9条第3項）

8 8

貨物 2021 9 7

有限会社中島梱包運輸
（法人番号
2050002012771）代表
者中島勉

茨城県稲敷郡阿見町上
長２７４－５

本社
茨城県稲敷郡阿
見町上長２７４
－５

輸送施設の使用停止
（90日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の2

無車検運行があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年
12月16日及び令和3年2月18日、監査を実施。7件の違反が認められ
た。（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条第4項）、（２）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第7条）、（３）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第8条第1項）、（４）運行記録計による記録義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（５）運行記録計に
よる記録保存義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、
（６）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第1項）、（７）無車検運行（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条の2、道路運送車両法第58条第1項）

9 9

貨物 2021 9 7

有限会社大城水産運輸
（法人番号
3021002071355）代表
者菱沼国男

神奈川県三浦市南下浦
町松輪１９２３－１２

本社
神奈川県横須賀
市平成町３－５
－１

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

行政処分等を受けたにもかかわらず改善が認められないことを端緒と
して、令和3年4月8日、監査を実施。4件の違反が認められた。（１）
乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第
4項）、（２）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条第6項）、（３）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（４）初任運転者に対する適性
診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）

11 3



貨物 2021 9 7
株式会社大誠通商（法人
番号5120901017027）
代表者橋中誠治

大阪府摂津市鳥飼本町3
丁目8番31号

第二
大阪府摂津市鳥
飼本町3丁目8番
31号

輸送施設の使用停止
（70日車）

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

令和2年11月5日及び令和3年2月17日、公安委員会からの通報を端緒に
監査を実施。9件の違反が認められた。（1）事業計画変更認可違反
【自動車車庫の位置及び収容能力違反】（貨物自動車運送事業法施行
規則（以下「施行規則」）第2条第1項第4号）、（2）事業計画変更認
可違反【乗務員の休憩・睡眠施設の位置及び収容能力違反】（施行規
則第2条第1項第5号）、（3）事業計画変更事後届出違反【営業所又は
荷扱所の名称、位置（利用運送のみに係るもの及び運輸局長が指定す
る区域内におけるものに限る。）の変更違反】（施行規則第7条第1項
第2号、第3号）、（4）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者
の勤務時間及び乗務時間に係る基準」（以下「乗務時間等告示」）の
遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3
条第4項）、（5）乗務時間等告示なお書きの遵守違反（一運行の勤務
時間）（安全規則第3条第4項）、（6）点呼の実施違反【未実施】（安
全規則第7条第1項～第3項）、（7）点呼の記録違反【記載事項等の不
備】（安全規則第7条第5項）、（8）乗務等の記録違反【記載事項等の
不備】（安全規則第8条）、（9）「貨物自動車運送事業者が事業用自
動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対す
る指導及び監督違反【一部不適切】（安全規則第10条第1項）

7 7

タクシー 2021 9 7

豊岡丸大タクシー(有)
（法人番号
4030002035590） 代
表者齋藤栄作

埼玉県入間市扇町屋4-
1-35

本社営業所
埼玉県入間市扇
町屋4-1-35

輸送施設の使用停止
（44日車）

道路運送法第１３条
令和3年2月19日、法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として調査を
実施。1件の違反が認められた。(1)運送引受義務違反(道路運送法第13
条)

5 5

タクシー 2021 9 7

有限会社サービスタク
シー(法人番号
9270002000748） 代
表者松浦秀一郎

鳥取県鳥取市栄町211番
地2

本社
鳥取県鳥取市栄
町212番地、212
番地2

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和3年9月7日、情報提供を端緒として監査を実施。1件の違反が認め
られた。運転者に対する指導監督義務違反（駐停車違反、放置駐車違
反その他の道路交通法の違反行為に係るもの）（旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1項）

0 0

貸切バス 2021 9 7

株式会社あわのきかく
（法人番号：
7010901041481） 代
表者 中田 圭昭

東京都世田谷区桜上水
2-15-17

本社営業所
東京都世田谷区
船橋5-30-6 第二
黒田ｺｰﾎﾟ103

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第1
項

令和3年7月8日、定期的な監査を実施。3件の違反が認められた。(1)乗
務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規
則｣)第21条第1項)､(2)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)､(3)
定期点検整備等の未実施(運輸規則第45条)

0 0

貸切バス 2021 9 7

有限会社神奈川企画（法
人番号：
8020002049613） 代
表者 伊藤 美津男

神奈川県横浜市神奈川
区羽沢町704

本社営業所
神奈川県横浜市
神奈川区羽沢町
703

処分日車数50日車の
ため、一般貸切旅客
自動車運送事業者に
対する行政処分等の
基準3.(6)により文書
警告

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和3年6月8日及び令和3年6月30日、定期的な監査を実施。5件の違反
が認められた。(1)疾病のおそれのある乗務(旅客自動車運送事業運輸規
則(以下｢運輸規則｣)第21条第5項)､(2)点呼の記録義務違反(運輸規則第
24条第5項)､(3)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1
項)､(4)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条)､(5)輸送の安
全にかかわる公表情報の報告義務違反(運輸規則第47条の7第1項)

5 5

貸切バス 2021 9 7
株式会社五稜（法人番
号：9020001112635）
代表者 相馬 健一

神奈川県横浜市西区み
なとみらい2-2-1

成田空港営
業所

千葉県成田市前
林782-6 ﾊｲﾂ椎名
109

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和3年6月15日及び令和3年6月21日、定期的な監査を実施。1件の違
反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送
事業運輸規則第38条第1項)

0 0

貨物 2021 9 8

ＳｉｌｖｅｒＢａｃｋ株
式会社（法人番号
5120901034872）代表
者河田弘幸

大阪府豊中市小曽根3丁
目5番7号

本社
大阪府豊中市小
曽根3丁目5番7号

事業停止（30日
間）、輸送施設の使
用停止（20日車）

貨物自動車運送事業
法第27条第1項

令和元年9月27日、令和2年2月14日及び同年7月14日、死亡事故を引き
起こしたことを端緒に監査を実施。事業停止については、（1）名義貸
し（貨物自動車運送事業法第27条第1項）の1件が認められ、使用停止
については、（1）点呼の実施違反【未実施】（貨物自動車運送事業輸
送安全規則（以下「安全規則」）第7条第1項～第3項）、（2）点呼の
記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、（3）「貨物
自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督
の指針」による運転者に対する指導及び監督違反【大部分不適切】
（安全規則第10条第1項）、（4）点検整備違反【定期点検整備等の未
実施】（安全規則第3条の2、道路運送車両法第48条）、（5）整備管理
者の研修受講義務違反【研修未受講】（安全規則第15条）の5件が認め
られた。

32 32

貨物 2021 9 8

岡山丸善運輸株式会社
(法人番号
4260001009936） 代
表者亀谷睦

岡山県玉野市槌ヶ原
2084-1

本社営業所
岡山県玉野市
槌ヶ原2084-1

輸送施設の使用停止
（20日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号及び同条第4項

令和2年10月14日及び同年11月27日、情報提供を端緒として監査を実
施。6件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、(2)点呼
の実施義務違反（安全規則第7条第1項、第2項及び第3項）、(3)点呼の
記録義務違反（安全規則第7条第5項）、(4)点呼の記録事項義務違反
（安全規則第7条第5項）、(5)乗務等の記録事項義務違反（安全規則第
8条第1項）、(6)運転者台帳の記載事項義務違反（安全規則第9条の5第
1項）

2 2

貨物 2021 9 8
株式会社宮﨑商店（法人
番号7290001075139）
代表者宮﨑正二

福岡県太宰府市内山571
番地1

本社営業所
福岡県太宰府市
内山571番地1

文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第4項

令和3年7月28日、監査実施。4件の違反が認められた。(1)運転者台帳
の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)
第9条の5第1項)、(2)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(3)
乗務時間等の基準の遵守違反(安全規則第3条第4項)、(4)運転者に対す
る指導監督違反(安全規則第10条第1項)

0 0

タクシー 2021 9 8
桜タクシー株式会社(法
人番号4160001014649)
代表者藤田大史

滋賀県草津市矢橋町21
番地5

本社
滋賀県草津市矢
橋町21番地5

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和3年7月14日及び同年7月29日、長期未実施を端緒として監査を実
施。1件の違反が認められた。｢旅客自動車運送事業者が事業用自動車
の運転者に対して行う指導及び監督の指針｣による運転者に対する指導
監督告示による運転者に対する特別な指導及び適性診断受診義務違反
(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)

0 0

貸切バス 2021 9 8

四国高速バス株式会社
（法人番号
5470001001821) 代表
者白川統人

香川県高松市郷東町字
東新開176

高松営業所
香川県高松市郷
東町176

文書警告
道路運送車両法第48
条

令和3年8月20日、旅客自動車運送事業に関する監査方針に基づき監査
を実施したところ、1件の違反が確認された。(1)事業用自動車の定期点
検整備等を実施していなかったこと（旅客自動車運送事業運輸規則第
45条）

0 0

貨物 2021 9 9

トランスポートアトミッ
ク株式会社（法人番号
8120101032294）代表
者久松金一

大阪府大阪市阿倍野区
阿倍野筋1-1-43あべの
ハルカス22階

本社
大阪府羽曳野市
大黒84-1

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
法第9条第3項後段

令和2年12月3日及び同年12月9日、公安委員会からの通報を端緒に監査
を実施。10件の違反が認められた。（1）事業計画変更事後届出違反
【営業所又は荷扱所の名称、位置（利用運送のみに係るもの及び運輸
局長が指定する区域内におけるものに限る。）の変更違反】（貨物自
動車運送事業法施行規則第7条第1項第2号、第3号）、（2）「貨物自動
車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基
準」の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）、（3）疾病、疲労等のおそれのある乗務（安全規
則第3条第6項）、（4）整備管理者の選任（変更）の未届出、虚偽届出
【選任（変更）の未届出に係るもの】（安全規則第3条の2、道路運送
車両法第52条）、（5）点呼の実施違反【未実施】（安全規則第7条第1
項～第3項）、（6）点呼の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則
第7条第5項）、（7）運行指示書【作成、指示又は携行の義務違反】
(安全規則第9条の3第1項～第3項)、（8）運転者台帳【記載事項等の不
備】（安全規則第9条の5第1項）、（9）「貨物自動車運送事業者が事
業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」（以下「指導
監督告示」）による運転者に対する指導及び監督違反【一部不適切】
（安全規則第10条第1項）、（10）指導監督告示による運転者に対する
特別な指導及び運転適性診断受診義務違反【運転適性診断の受診状
況】（安全規則第10条第2項）

2 2



貨物 2021 9 9
有限会社平尾運送（法人
番号9480002016046)
代表者平尾弘

徳島県三好市池田町州
津西ノ久保330-4

本社営業所
徳島県三好市池
田町馬路西之坊
4-1

輸送施設の使用停止
（80日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号、第2号、第4項

令和3年5月25日及び同年7月5日、重傷事故を端緒として監査を実施し
たところ、10件の違反が確認された。(1)運転者の勤務時間及び乗務時
間に従った乗務割等を定めていなかったこと（貨物自動車運送事業輸
送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、(2)運転者の過労防止
に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間の限度を超え、また所
定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと
（安全規則第3条第4項）、(3)運転者の過労防止に関する措置が不適切
であり、１箇月の拘束時間及び休日労働の限度を超えて乗務していた
者があったこと（安全規則第3条第4項）、(4)事業用自動車の定期点検
整備等を実施していなかったこと（安全規則第3条の2）、(5)運転者に
対する点呼が確実になされていなかったこと（安全規則第7条第1項、
第2項、第3項）、(6)運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適
切であったこと（安全規則第7条第5項）、(7)運転者台帳について定め
られた事項の記録が不適切であったこと（安全規則第9条の5第1項）、
(8)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する
指導監督が不適切であったこと（安全規則第10条第1項）、(9)高齢運
転者に対して事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき
事項についての特別な指導が不適切だったこと（安全規則第10条第2
項）、(10)高齢運転者に対して法令で定められた適性診断を受診させて
いなかったこと（安全規則第10条第2項）

8 8

タクシー 2021 9 9

三重近鉄タクシー株式会
社（法人番号
3190001016370) 代表
者末吉利敎

三重県四日市市久保田1
丁目2番地23号

四日市営業
所

三重県四日市市
久保田1丁目2番
地23号

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第24条第5
項

令和3年8月4日、重傷事故を引き起こしたことを端緒として、監査を実
施。3件の違反が認められた。(1)点呼の記録記載事項不備(旅客自動車
運送事業運輸規則第24条第5項)､(2)運転者に対する指導監督義務違反
(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)､(3)特定の運転者に対する
指導義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)

0 0

タクシー 2021 9 9

株式会社相互タクシー
（法人番号
7300001000747）代表
者大塚良弘

佐賀県佐賀市西田代１
丁目5-13

本社営業所
佐賀県佐賀市西
田代１丁目5-13

輸送施設の使用停止
（30日車）、文書警
告

道路運送法（以下｢
法｣）第23条第3項、
法第27条第3項、法
第29条の3

令和3年5月20日、監査実施。16件の違反が認められた。(1)運行管理者
の選任（解任）未届出違反（道路運送法（以下｢法｣）第23条第3項）、
(2)運賃・料金に関する事項の事業用自動車への表示義務違反（旅客自
動車運送事業運輸規則（以下｢運輸規則｣）第4条第2項）、(3)点呼の記
録事項義務違反（運輸規則第24条第5項）、(4)乗務等の記録事項義務
違反（運輸規則第25条）、(5)乗務員台帳の作成義務違反（運輸規則第
37条第1項）、(6)乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条第1
項）、(7)運転者に対する指導監督違反（運輸規則第38条第1項）、(8)
運転者に対する指導監督の記録保存違反（運輸規則第38条第1項）、
(9)運転者に対する指導監督の記載事項義務違反（運輸規則第38条第1
項）、(10)特定運転者に対する特別な指導監督違反（運輸規則第38条
第2項）、(11)特定運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第
38条第2項）、(12)全従業員に対する指導監督違反(運輸規則第38条第5
項)、(13)地理・応接の指導監督の記録、保存義務違反（運輸規則第40
条第3項）、(14)運行管理規程の制定義務違反（運輸規則第48条の
2）、(15)運行管理者の講習受講義務違反（運輸規則第48条の4第1
項）、(16)輸送の安全に関わる情報の公表違反(法第29条の3)

3 3

タクシー 2021 9 9

松浦タクシー株式会社
（法人番号
1300001005644）代表
者田中正秀

佐賀県伊万里市伊万里
町甲768番地1号

本社営業所
佐賀県伊万里市
伊万里町甲768番
地1号､2号

輸送施設の使用停止
（20日車）、文書警
告

道路運送法第27条第
3項

令和3年5月25日、監査実施。6件の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下｢運輸規則｣）第24
条）、(2)乗務員台帳の作成義務違反（運輸規則第37条第1項）(3)運転
者に対する指導監督違反（運輸規則第38条第1項）、(4)運転者に対す
る指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反（運輸規則第38条第1
項）、(5)特定運転者に対する特別な指導監督違反（運輸規則第38条第
2項）、(6)特定運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第38
条第2項）

2 2

貨物 2021 9 10

岐阜県牛乳輸送株式会社
（法人番号
5200001019097) 代表
者朝日修

岐阜県美濃市生櫛439番
地の2

本社営業所
岐阜県美濃市大
字生櫛字八百長
439番地の2

輸送施設の使用停止
(150日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和3年3月2日､酒気帯び運転による事故を端緒として､監査を実施｡9件
の違反が認められた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1項第4号)､(2)定期点検未実施(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条の2)､(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条第1項及び第2項)､(4)点呼の記録不実記載(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)乗務等の記録記載事項不備(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(6)運行記録計による記録義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(7)事故の記録記載事項不備
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の2)､(8)運転者に対する指導監
督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(9)運行管
理者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22
条)

15 15

タクシー 2021 9 10
株式会社豊明交通（法人
番号7180001069416)
代表者外山博之

愛知県豊明市西川町島
原11番地2号

本社営業所
愛知県豊明市西
川町島原11番地2
号

輸送施設の使用停止
(20日車)

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第2
項

令和3年4月13日、監査方針に基づき、監査を実施。2件の違反が認めら
れた。(1)特定の運転者に対する指導義務違反(旅客自動車運送事業運輸
規則第38条第2項)､(2)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(旅客
自動車運送事業運輸規則第38条第2項)

2 2

タクシー 2021 9 10
日本交通株式会社（法人
番号8180001013117)
代表者松川佳道

愛知県名古屋市北区西
味鋺1丁目110番地

本社営業所
愛知県名古屋市
北区西味鋺1丁目
137､138番地

輸送施設の使用停止
(40日車)及び文書警
告

旅客自動車運送事業
運輸規則第24条第1
項及び第2項

令和3年3月15日、監査方針に基づき、監査を実施。6件の違反が認めら
れた。(1)点呼の実施義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第1
項及び第2項)､(2)点呼の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規
則第24条第5項)､(3)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送
事業運輸規則第38条第1項)､(4)特定の運転者に対する指導義務違反(旅
客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)､(5)特定の運転者に対する運転
適性診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)､(6)自動車
事故報告書未届出(道路運送法第29条)

4 4

貨物 2021 9 13
中越通運株式会社（法人
番号7110001003298）
代表者中山和郎

新潟県新潟市中央区日
の出3-4-15

白根営業所
新潟県新潟市南
区清水字清水3-
734-1

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和3年8月6日、監査実施。1件の違反が認められた。（1）点呼の記録
記載不備（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）

0 0

貨物 2021 9 13
株式会社圭央ライン（法
人番号9180001139968)
代表者竹田明弘

愛知県津島市蛭間町字
桝田238番地

本社営業所
愛知県津島市天
王通6丁目3番地

輸送施設の使用停止
(70日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和3年2月9日､死亡事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡10件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)健康診断未受診(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第3条第6項)､(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(4)点呼の記録義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)点呼の記録記載事項
不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(6)乗務等の記録記
載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(7)運転者台帳の
記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(8)
特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第10条第2項)､(9)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(10)自動車に関する表示義務違
反(道路運送法施行規則第65条)

7 7



貨物 2021 9 13
株式会社星川産業（法人
番号1240001032109)
代表者梶田紀子

広島県福山市曙町4丁目
4-16

中部営業所
岐阜県各務原市
各務東町2-11

輸送施設の使用停止
(20日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和3年4月12日､重傷事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡3件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)運転者に対する指導監督義
務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(3)特定の運転
者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10
条第2項)

2 2

貨物 2021 9 13

有限会社オー・エヌ・
オー（法人番号
5120002063210) 代表
者小野文琴

大阪府大阪市住之江区
南港中3丁目4-13-1112
号

岐阜営業所
岐阜県大垣市直
江町220番地1

輸送施設の使用停止
(100日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第5号

令和3年3月18日､監査方針に基づき､監査を実施｡10件の違反が認められ
た｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第
1項第5号)､(2)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第4項)､(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)､(4)点呼の記録義務違反(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)乗務等の記録記載事項
不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(6)運行記録計による記
録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(7)運行記録計に
よる記録不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(8)運行指
示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1
項)､(9)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第9条の5第1項)､(10)運行管理補助者の要件違反(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第18条第3項)

10 10

貨物 2021 9 13
株式会社東酪(法人番号
6240001039933） 代
表者松田悦二

広島県三原市南方3丁目
10番3号

広島営業所
広島県広島市安
佐南区八木町字
上渡り188-3-1

輸送施設の使用停止
（９０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
9条第1項及び法第
17条第4項

令和3年2月26日、同年3月22日及び同年4月8日、情報提供を端緒とし
て監査を実施。6件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反
（車庫）（貨物自動車運送事業法施行規則第２条第１項第４号）、(2)
点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全
規則」）第7条第1項及び第2項）、(3)点呼の記録事項義務違反（安全
規則第7条第5項）、(4)点呼記録の不実記載（安全規則第7条第5項）、
(5)運行記録計による記録義務違反（安全規則第9条）、(6)運転者台帳
の記載事項義務違反（安全規則第9条の5第1項）

9 9

タクシー 2021 9 13
かもめ交通株式会社（法
人番号1180301000721)
代表者藤田政志

愛知県岡崎市美合新町
10番地6号

本社営業所
愛知県岡崎市美
合新町10番地6号

輸送施設の使用停止
(20日車)及び文書警
告

旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第5
項

令和3年4月14日、監査方針に基づき、監査を実施。7件の違反が認めら
れた。(1)健康診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第5項)､
(2)点呼の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5
項)､(3)事故の記録記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則第26条
の2)､(4)乗務員台帳の記載事項等不備(旅客自動車運送事業運輸規則第
37条第1項)､(5)特定の運転者に対する指導義務違反(旅客自動車運送事
業運輸規則第38条第2項)､(6)特定の運転者に対する運転適性診断未受診
(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)､(7)事業報告書未提出(道路
運送法第94条第1項)

2 2

貨物 2021 9 14

株式会社中央高速運輸
（法人番号
4100001020792） 代
表者山崎貴志

長野県伊那市西春近
5848-2

松本営業所
長野県松本市今
井7258

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和3年8月5日、監査実施。1件の違反が認められた。（1）運転者に対
する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2021 9 14

株式会社マーベラスロジ
（法人番号
6080401017555) 代表
者橋本三千代

静岡県袋井市旭町2丁目
5番地の15

富士営業所
静岡県富士市鈴
川本町423番1他4
筆

輸送施設の使用停止
(120日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和3年2月16日､監査方針に基づき､監査を実施｡8件の違反が認められ
た｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第
1項第4号)､(2)運送約款の掲示義務違反(貨物自動車運送事業法第11条)､
(3)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
3条第4項)､(4)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
7条第1項及び第2項並びに第3項)､(5)運行管理者に対する指導監督義務
違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条)､(6)運行管理補助者の要
件違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項)､(7)輸送の安全
にかかわる情報の公表義務違反(貨物自動車運送事業法第24条の3)､(8)
輸送実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項)

16 12

乗合バス 2021 9 14

千葉海浜交通株式会社
（法人番号：
9010601012987） 代
表者 新井 靖彦

千葉県千葉市美浜区高
浜2-3-1

高浜営業所
千葉県千葉市美
浜区高浜2-3-1

輸送施設の使用停止
（30日車）

道路運送法第15条第
1項

令和2年6月11日及び令和2年6月18日、法令違反の疑いがあることを端
緒に監査を実施。6件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反
(道路運送法第15条第1項)､(2)乗務等の記録の記録事項不備(旅客自動車
運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第25条第1項)､(3)運転基準図の作成
義務違反(運輸規則第27条第1項)､(4)運転基準図の記載事項不備(運輸規
則第27条第1項)､(5)運行表の作成､運転者の携行義務違反(運輸規則第27
条第2項)､(6)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)

3 3

貸切バス 2021 9 14

平井交通有限会社（法人
番号：
6070002021511） 代
表者 冨川 千恵美

群馬県伊勢崎市平井町
1085

本社営業所
群馬県伊勢崎市
平井町1085

輸送施設の使用停止
（155日車）

道路運送法第9条の2
第1項

令和2年12月22日、定期的な監査を実施。3件の違反が認められた。(1)
運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2第1項)､(2)運転者に対
する指導監督等義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規
則｣)第38条第1項)､(3)定期点検整備等の未実施(運輸規則第45条)

31 16

貸切バス 2021 9 14

第二観光株式会社（法人
番号：
8050001009417） 代
表者 湯原 力

茨城県土浦市荒川沖字
西裏474-1

本社営業所
茨城県土浦市荒
川沖字西裏474-1
1F

輸送施設の使用停止
（80日車）

道路運送法第9条の2
第1項

令和2年12月22日及び令和3年2月9日、定期的な監査を実施。5件の違
反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法(以下｢運送
法｣)第9条の2第1項)､(2)事業計画の変更認可違反(運送法第15条第1項)､
(3)運送引受書の記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運
輸規則｣)第7条の2第1項)､(4)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5
項)､(5)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)

8 8

貨物 2021 9 15

株式会社ジャスト新潟
（法人番号
4110001031830） 代
表者播磨實

新潟県新潟市西蒲区漆
山8157番地1

本社営業所
新潟県新潟市西
蒲区漆山字砂押
8157番1

輸送施設の使用停止
（190日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和2年9月23日、監査実施。4件の違反が認められた。（1）点呼の記
録改ざん・不実記載（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全
規則」）第7条第5項）（2）乗務等の記録改ざん・不実記載（安全規則
第8条）（3）運行記録計による記録改ざん・不実記載（安全規則第9
条）（4）運行管理者に対する指導監督違反（安全規則第22条）

19 19

貨物 2021 9 15
進和運送有限会社（法人
番号5100002036457）
代表者杉山茂

長野県飯田市桐林2254 本社営業所
長野県飯田市桐
林2273-10

文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項及び同条
第4項

令和3年8月12日、監査実施。8件の違反が認められた。（1）乗務時間
等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）（2）疾病、疲労等のおそれのある乗務（安全規則
第3条第6項）（3）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第2項）（4）
点呼の記録記載不備（安全規則第7条第5項）（5）乗務等の記録記載不
備（安全規則第8条）（6）運行記録計による記録義務違反（安全規則
第9条）（7）運転者台帳の作成義務違反（安全規則第9条の5第1項）
（8）運転者台帳の記載不備（安全規則第9条の5第1項）

0 0

タクシー 2021 9 15

仙台中央タクシー株式会
社（法人番号
8370001006646） 代
表者神田博志

宮城県仙台市宮城野区
扇町5丁目5番20号

本社営業所
宮城県仙台市宮
城野区扇町5丁目
5番20号

輸送施設の使用停止
（10日車）

道路運送法第27条第
3項

令和3年5月21日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実施した
結果、1件の違反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

2 1

タクシー 2021 9 16

有限会社キングタクシー
（法人番号
4300002007166）代表
者山口輝二郎

佐賀県杵島郡白石町大
字福田1590-17

本社営業所
佐賀県杵島郡白
石町大字福田
1590-17

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和3年7月30日、監査実施。5件の違反が認められた。(1)乗務員台帳
の記載事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下｢運輸規
則｣）第37条第1項）、(2)運行管理者の補助者の要件違反（運輸規則第
47条の9第3項）、(3)点呼の実施義務違反（運輸規則第24条）、(4)乗
務等の記録事項義務違反（運輸規則第25条）、(5)運転者に対する指導
監督違反（運輸規則第38条第1項）

0 0



貨物 2021 9 17
株式会社梅本通商（法人
番号8150001004507）
代表者梅本昌宏

奈良県奈良市朱雀5丁目
14番地の10

本社
奈良県奈良市朱
雀5丁目14番地の
10

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和2年12月10日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。4件の違
反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者
の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）点呼の実施
違反【未実施】（安全規則第7条第1項～第3項）、（3）点呼の記録違
反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、（4）運行記録計に
よる記録違反【記録の保存】（安全規則第9条）

4 4

貨物 2021 9 17
共栄産業株式会社（法人
番号1150001009875）
代表者長谷幸城

奈良県宇陀郡曽爾村伊
賀見2983

運輸部
奈良県宇陀郡曽
爾村伊賀見428-4

輸送施設の使用停止
（70日車）

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

令和2年11月30日及び令和3年1月8日、関係機関からの情報を端緒に監
査を実施。10件の違反が認められた。（1）事業計画変更認可違反【営
業所の位置（運輸局長が指定する区域外に限る。）の違反】（貨物自
動車運送事業法施行規則（以下「施行規則」）第2条第1項第2号）、
（2）事業計画変更認可違反【自動車車庫の位置及び収容能力違反】
（施行規則第2条第1項第4号）、（3）「貨物自動車運送事業の事業用
自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、
（4）点検整備違反【定期点検整備等の未実施】（安全規則第3条の2、
道路運送車両法第48条）、（5）（6）点呼の実施違反【未実施】【不
適切】（安全規則第7条第1項～第3項）、（7）点呼の記録違反【記載
事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、（8）乗務等の記録違反【記
載事項等の不備】（安全規則第8条）、（9）運行記録計による記録違
反【記録】（安全規則第9条）、（10）運転者台帳【記載事項等の不
備】（安全規則第9条の5第1項）

7 7

貨物 2021 9 21

株式会社フジタ物流（法
人番号
1130001042507）代表
者藤田久義

京都府八幡市下奈良二
階堂35-4

本社
京都府京田辺市
大住池島3番1

輸送施設の使用停止
（50日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和2年11月19日、労働局からの通報を端緒に監査を実施。5件の違反
が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の
勤務時間及び乗務時間に係る基準」（以下「乗務時間等告示」）の遵
守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条
第4項）、（2）乗務時間等告示なお書きの遵守違反（一運行の勤務時
間）（安全規則第3条第4項）、（3）点呼の実施違反【未実施】（安全
規則第7条第1項～第3項）、（4）点呼の記録違反【記録】（安全規則
第7条第5項）、（5）運行指示書【作成、指示又は携行の義務違反】
(安全規則第9条の3第1項～第3項)

5 5

貨物 2021 9 21
株式会社三幸産業（法人
番号8130001037822）
代表者林田幸三

京都府綴喜郡井手町大
字井手小字久保48-1

本社
京都府綴喜郡井
手町大字井手小
字久保48-1

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和2年12月18日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。3件の違
反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転
者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する指導及び
監督違反【大部分不適切】（貨物自動車運送事業輸送安全規則（「以
下「安全規則」）第10条第1項）、（2）運行管理者の講習受講義務違
反（安全規則第23条第1項）、（3）報告義務違反（貨物自動車運送事
業法第60条第1項）

2 2

貨物 2021 9 21
株式会社宝屋運送（法人
番号3290001051011）
代表者西侯一郎

福岡県久留米市田主丸
町八幡1296-4

本社営業所
福岡県久留米市
田主丸町八幡
1296-1、1296-4

輸送施設の使用停止
（110日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第8
条第1項、法第17条
第1項第1号、法第
17条第4項、法第18
条第3項

令和3年4月13日、監査実施。13件の違反が認められた。(1)事業計画
(自動車車庫)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法第8
条第1項)、(2)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安
全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(3)疾病、疲労等のおそれのあ
る乗務(安全規則第3条第6項)、(4)点呼の実施義務違反(安全規則第7
条)、(5)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(6)乗務等の記録
事項義務違反(安全規則第8条)、(7)運行指示書に係る（作成、指示、携
行）義務違反(安全規則第9条の3)、(8)運転者台帳の記載事項義務違反
(安全規則第9条の5第1項)、(9)運転者に対する指導監督違反(安全規則
第10条第1項)、(10)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記
録保存違反(安全規則第10条第1項)、(11)特定運転者に対する特別な指
導監督違反(安全規則第10条第2項)、(12)特定運転者に対する適性診断
受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(13)運行管理者の選任(解任)未
届出違反(安全規則第19条)

11 11

タクシー 2021 9 21

八幡第一交通株式会社
（法人番号
1290802013871）代表
者大橋健二

福岡県北九州市八幡西
区紅梅1丁目8番13号

八幡西営業
所

福岡県北九州市
八幡西区八枝3丁
目2-39

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和3年9月13日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対
する指導監督違反（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

1 0

タクシー 2021 9 21

有限会社陣山タクシー
（法人番号
7290802014451）代表
者木原俊一

福岡県北九州市八幡西
区陣山2丁目1番地15号

本社営業所
福岡県北九州市
八幡西区陣山2丁
目1番地15号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和3年9月2日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対す
る指導監督違反（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

8 0

貨物 2021 9 22
有限会社藤建（法人番号
5130002020895）代表
者藤木哲也

京都府京都市左京区岩
倉幡枝町2002番地

本社
京都府京都市左
京区岩倉幡枝町
2002番地

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和3年1月8日、労働局からの通報を端緒に監査を実施。7件の違反が
認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤
務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）点呼の実施違反
【未実施】（安全規則第7条第1項～第3項）、（3）点呼の記録違反
【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、（4）（5）乗務等の
記録違反【記録】【記載事項等の不備】（安全規則第8条）、（6）運
行記録計による記録違反【記録】（安全規則第9条）、（7）運転者台
帳【記載事項等の不備】（安全規則第9条の5第1項）

1 1

貨物 2021 9 24

大三運輸株式会社（法人
番号２４３０００１０４
２５３３） 代表者加藤
力

北海道江別市角山２１
５

帯広営業所
北海道河西郡芽
室町東芽室北一
線２２番地２４

文書警告
貨物自動車運送事業
法第１７条第４項、
道路運送法第９５条

令和３年８月２４日、死亡事故惹起を端緒として監査を実施。３件の
違反が認められた。（１）運行指示書の記載事項義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第９条の３第１項）、
（２）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第１０条第１
項）、（３）自動車に関する表示義務違反（道路運送法第９５条）

0 0

貨物 2021 9 24
有限会社大野商事（法人
番号5330002024249）
代表者大野政大

福岡県八女郡広川町大
字久泉720番地12

本社営業所
熊本県玉名市石
貫3760-4

事業停止（30日
間）、輸送施設の使
用停止（40日車）、
文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第8
条第1項、法第17条
第1項第1号、法第
17条第4項、道路運
送法第95条

令和2年12月17日、監査実施。11件の違反が認められた。(1)、（2）事
業計画(自動車車庫・休憩睡眠施設)に定めるところに従う義務違反(貨
物自動車運送事業法第8条第1項)、(3)乗務時間等の基準の遵守違反(貨
物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(4)乗
務時間等の基準なお書き違反(安全規則第3条第4項)、(5)点呼の実施義
務違反(安全規則第7条)、(6)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5
項)、(7)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(8)運行指示
書の記載事項義務違反(安全規則第9条の3)、(9)運転者台帳の記載事項
義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(10)運転者に対する指導監督違反
(安全規則第10条第1項)、(11)自動車に関する表示義務違反（道路運送
法第95条）

34 34

貨物 2021 9 27
株式会社イークス（法人
番号1400001008521）
代表者村井幸治

岩手県盛岡市永井17地
割70番地20

本社営業所
岩手県盛岡市永
井17地割70番地
20

輸送施設の使用停止
（40日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和2年10月8日及び28日、監査方針を端緒として監査を実施した結
果、6件の違反が認められた｡（1）点呼の実施義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第7条第2項）、（2）乗務等の
記録義務違反（安全規則第8条）、（3）運転者に対する指導監督義務
違反（安全規則第10条第1項）、（4）初任運転者に対する指導監督義
務違反（安全規則第10条第2項）、（5）初任運転者に対する適性診断
受診義務違反（安全規則第10条第2項）、（6）運行管理者の講習受講
義務違反（安全規則第23条第1項）

4 4



貨物 2021 9 27
株式会社増一商事（法人
番号4030001018200）
代表者齋藤増男

埼玉県さいたま市岩槻
区大字笹久保新田1040
番地1

東北営業所
岩手県一関市川
崎町門崎字渡戸
149-3

輸送施設の使用停止
（60日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第4項

令和2年9月18日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、6件の違
反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第3条第4項）、（2）点呼の実施
義務違反（安全規則第7条第1項、第2項、第3項）、（3）乗務等の記録
保存義務違反（安全規則第8条）、（4）運行記録計による記録義務違
反（安全規則第9条）、（5）運行指示書の作成義務違反（安全規則第9
条の3第1項）、（6）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10
条第1項）

6 6

貨物 2021 9 27

合同会社スマイルエクス
プレス（法人番号
9410003002844） 代
表者佐藤智弥

秋田県能代市河戸川字
大須賀14

仙台営業所
宮城県仙台市宮
城野区鶴巻1丁目
17-5

輸送施設の使用停止
（30日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項1号、法第
17条第4項

令和2年9月17日及び10月9日、監査方針を端緒として監査を実施した結
果、4件の違反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第3条第4項）、（2）
点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項、第2項）、（3）運行記録
計による記録義務違反（安全規則第9条）、（4）運転者に対する指導
監督義務違反（安全規則第10条第1項）

3 3

貨物 2021 9 27
三共運輸株式会社(法人
番号8250001003804）
代表者秋山勝吉

山口県山陽小野田市大
字西高泊1225-6

本社営業所
山口県山陽小野
田市大字有帆70-
17

輸送施設の使用停止
（30日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和2年7月10日及び同年11月10日、重傷事故を端緒として監査を実
施。6件の違反が認められた。(1)乗務等の記録事項義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第8条第1項）、(2)運行
指示書の記載事項義務違反（安全規則第9条の3第1項及び第2項）、(3)
運転者台帳の記載事項義務違反（安全規則第9条の5第1項）、(4)運転
者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）、(5)特定の運
転者に対する特別な指導義務違反（安全規則第10条第2項）、(6)特定
の運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）

3 3

貨物 2021 9 27

株式会社岡山シーアール
物流(法人番号
3260001002636） 代
表者大久保竜彦

岡山県岡山市中区平井
六丁目15番34号

岡山支店
岡山県岡山市北
区大内田820-7

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号及び同条第4項

令和3年7月30日及び同年9月15日、死亡事故を端緒として監査を実施。
4件の違反が認められた。(1)疾病・疲労等のおそれのある乗務禁止違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第6
項）、(2)点呼の記録義務違反（安全規則第7条第5項）、(3)点呼の記録
事項義務違反（安全規則第7条第5項）、(4)運転者台帳の記載事項義務
違反（安全規則第9条の5第1項）

0 0

乗合バス 2021 9 27
伊那バス株式会社（法人
番号7100001020617）
代表者藤澤洋二

長野県伊那市西町5208
番地

駒ヶ根営業
所

長野県駒ヶ根市
赤穂8663番地

輸送施設の使用停止
（60日車）

道路運送法第27条第
3項

令和3年8月19日、監査実施。1件の違反が認められた。（1）無車検運
行（道路運送車両法第58条第1項）

6 6

貨物 2021 9 28
株式会社倖人（法人番号
8040001106801）代表
者間瀬田芳也

千葉県佐倉市上志津原
８１－５

本社

千葉県千葉市花
見川区千種町３
３３－６－２１
２（旧：千葉県
千葉市花見川区
三角町４６４－
８）

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第5項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年10
月14日及び同年11月5日、監査を実施。3件の違反が認められた。
（１）点呼の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第
5項）、（２）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第8条第1項）、（３）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2021 9 28

株式会社Ｋ－ロジテック
（法人番号
1050001015108）代表
者石濵佳秀

茨城県坂東市弓田２４
２１

本社
茨城県坂東市弓
田１７９１－１

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年11
月18日、同年12月17日、同年12月25日、令和3年3月2日及び同年3月8
日、監査を実施。5件の違反が認められた。（１）乗務時間等告示の遵
守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（２）点呼
の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（３）
運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
10条第1項）、（４）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（５）事業計画の変更認
可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）

4 3

貨物 2021 9 28

株式会社ユーニック（法
人番号
3010601021671）代表
者下戸由紀夫

東京都墨田区立花５－
１９－６

川口
埼玉県川口市安
行原７１８－３

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和3年7
月16日、監査を実施。2件の違反が認められた。（１）疾病のおそれの
ある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（２）運
転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条
第1項）

0 0

貨物 2021 9 28
株式会社廣野建設（法人
番号1120001158691）
代表者福島成昭

大阪府門真市舟田町25
番10-403号

本社
大阪府門真市舟
田町25番10-202
号

輸送施設の使用停止
（50日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和2年12月11日及び令和3年1月28日、公安委員会からの通報を端緒
に監査を実施。9件の違反が認められた。（1）疾病、疲労等のおそれ
のある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）
第3条第6項）、（2）（3）点呼の実施違反【未実施】【不適切】（安
全規則第7条第1項～第3項）、（4）点呼の記録違反【記載事項等の不
備】（安全規則第7条第5項）、（5）乗務等の記録違反【記載事項等の
不備】（安全規則第8条）、（6）運行記録計による記録違反【記録】
（安全規則第9条）、（7）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の
運転者に対して行う指導及び監督の指針」（以下「指導監督告示」）
による運転者に対する指導及び監督違反【大部分不適切】（安全規則
第10条第1項）、（8）（9）指導監督告示による運転者に対する特別な
指導及び運転適性診断受診義務違反【特別な指導の実施状況】【運転
適性診断の受診状況】（安全規則第10条第2項）

8 8

貨物 2021 9 28

株式会社ＳＴカンパニー
(法人番号
7240001022236） 代
表者中尾和重

広島県広島市安佐北区
亀山南5丁目13-16

飯室営業所

広島県広島市安
佐北区安佐町大
字飯室上古市
1432番3

輸送施設の使用停止
（60日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項及び
同条第4項

令和2年7月28日及び同年8月21日、死亡事故を端緒として監査を実施。
13件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、(2)疾病・
疲労等のおそれのある乗務禁止違反（安全規則第3条第6項）、(3)点呼
の実施義務違反（安全規則第7条第1項及び第2項）、(4)点呼の記録義
務違反（安全規則第7条第5項）、(5)点呼の記録事項義務違反（安全規
則第7条第5項）、(6)乗務等の記録事項義務違反（安全規則第8条第1
項）、(7)運行記録計による記録義務違反（安全規則第9条）、(8)運転
者台帳の記載事項義務違反（安全規則第9条の5第1項）、(9)運転者に
対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）、(10)運転者に対す
る指導監督の記録義務違反（安全規則第10条第1項）、(11)運転者に対
する指導監督の記録事項義務違反（安全規則第10条第1項）、(12)特定
の運転者に対する特別な指導義務違反（安全規則第10条第2項）、(13)
特定の運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）

6 6



タクシー 2021 9 28
(株)芝山タクシー（法人
番号4040001063113）
代表者高根孝

千葉県山武郡芝山町境
552

本社営業所
千葉県山武郡芝
山町境552

輸送施設の使用停止
（210日車）

道路運送車両法第５
８条第１項

令和2年7月30日及び令和2年8月13日並びに令和2年8月20日、法令違反
の疑いがある旨の情報を端緒として監査を実施。17件の違反が認めら
れた。(1)運賃料金変更認可違反(道路運送法(以下､運送法)第9条の3第1
項)､(2)事業計画の事前変更届出違反(運送法第15条第3項)､(3)営業区域
外運送違反(運送法第20条)､(4)健康状態の把握義務違反(旅客自動車運
送事業運輸規則(以下､運輸規則)第21条第5項)､(5)点呼の記録事項義務
違反(運輸規則第24条第5項)､(6)乗務記録の記録事項の不備(運輸規則第
25条第3項)､(7)乗務員台帳の保存義務違反(運輸規則第37条第2項)､(8)
運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(9)高齢運転
者に対する告示で定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､
(10)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)､
(11)定期点検整備の未実施(道路運送車両法(以下､車両法)第48条)､(12)
無車検運行(車両法第58条第1項)､(13)運行管理者の指導監督義務違反
(運輸規則第48条の3)､(14)運行管理者の講習(一般講習)受講義務違反
(運輸規則第48条の4第1項)､(15)事業の健全な発達を阻害する競争(運送
法第30条第2項)､(16)報告義務違反(運送法第94条第1項)､(17)運転者証
の返納等義務違反(ﾀｸｼｰ業務適正化特別措置法第16条第1項､第2項)

21 21

タクシー 2021 9 28
洛陽交運株式会社(法人
番号8130001012024)
代表者粂田昌宏

京都府京都市南区西九
条森本町65

本社
京都府京都市南
区西九条森本町
65

文書警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(駐
停車違反)が過去一年以内に3件に達した。｢旅客自動車運送事業者が事
業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針｣による運転者に
対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

乗合バス 2021 9 28

株式会社千葉みらい観光
バス（法人番号：
5040001072872） 代
表者 長 史人

千葉県千葉市若葉区小
倉台4-20-19

本社営業所
千葉県富里市中
沢254-8

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和3年8月5日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。1件
の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車
運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

乗合バス 2021 9 28
山万 株式会社（法人番
号：1010001059240）
代表者 嶋田 哲夫

東京都中央区日本橋小
網町6-1

ユーカリが
丘線バス営
業所

千葉県佐倉市
ユーカリが丘5-
2-1

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第27条第2
項

令和3年7月9日、新規許可を受けたことを端緒に監査を実施。1件の違
反が認められた。(1)運行表の記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸
規則第27条第2項)

0 0

貸切バス 2021 9 28

群馬セイワ観光株式会社
（法人番号：
9070001011519） 代
表者 高橋 朱実

群馬県高崎市下斉田町
字重土薬師410

本社営業所
群馬県高崎市下
斉田町字重土薬
師410

事業の停止（8日間）
旅客自動車運送事業
運輸規則第26条第1
項

令和2年2月18日及び令和3年2月3日、定期的な監査を実施。3件の違反
が認められた。(1)運行記録計による記録保存義務違反(旅客自動車運送
事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第26条第1項)､(2)定期点検整備等の未実
施(運輸規則第45条)､(3)報告義務違反(道路運送法第94条第1項)

54 8

貨物 2021 9 29

サザントランスポート
サービス株式会社（法人
番号9120101004508）
代表者片岡健治

大阪府堺市堺区神南辺
町1-45-1

りんくう
大阪府泉佐野市
りんくう往来北
5-1

文書警告
貨物自動車運送事業
法第9条第3項前段

令和3年9月8日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。5件
の違反が認められた。（1）事業計画変更事前届出違反【各営業所に配
置する事業用自動車の種別ごとの数違反】（貨物自動車運送事業法施
行規則第6条第1項第1号）、（2）「貨物自動車運送事業の事業用自動
車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（3）
（4）点呼の記録違反【記録】【記載事項等の不備】（安全規則第7条
第5項）、（5）運転者台帳の記載違反【記載事項等の不備】（安全規
則第9条の5第1項）

0 0

タクシー 2021 9 29

株式会社キュットライフ
（法人番号
8370001014632） 代
表者齋藤稔

宮城県仙台市若林区沖
野7丁目39番60号

キュッとタ
クシー営業
所

宮城県仙台市若
林区沖野7丁目39
番60号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和3年9月29日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実施した
結果、1件の違反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

タクシー 2021 9 29

株式会社国際興業大阪
(法人番号
5120001200004) 代表
者髙橋光浩

大阪府大阪市東淀川区
東淡路5丁目8-38 1階

淡路
大阪府大阪市東
淀川区東淡路5丁
目8番38号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(放
置駐車違反)が過去一年以内に3件に達した。｢旅客自動車運送事業者が
事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針｣による運転者
に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

タクシー 2021 9 29

駒姫タクシー株式会社
(法人番号
3120001030650) 代表
者坂本篤紀

大阪府大阪市住之江区
東加賀屋1丁目12番23号

本社
大阪府大阪市住
之江区東加賀屋1
丁目12番23号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(放
置駐車違反)が過去一年以内に3件に達した。｢旅客自動車運送事業者が
事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針｣による運転者
に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

6 0

貨物 2021 9 30
丸松運輸有限会社（法人
番号6420002008794）
代表者鈴木宏造

青森県八戸市大字妙字
大開92番地1

本社営業所
青森県八戸市大
字妙字大開92番
地1

輸送施設の使用停止
（210日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第4項

令和2年9月29日及び令和3年2月8日、監査方針を端緒として監査を実施
した結果、8件の違反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第3条第4
項）、（2）疾病･疲労等のおそれのある乗務（安全規則第3条第6
項）、（3）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項、第2項、第3
項）、（4）点呼の記録義務違反【不実記載】（安全規則第7条第5
項）、（5）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1
項）、（6）運転者に対する指導監督の記録違反【不実記載】（安全規
則第10条第1項）、（7）高齢運転者に対する指導監督義務違反（安全
規則第10条第2項）、（8）高齢運転者に対する適性診断受診義務違反
（安全規則第10条第2項）

21 21

貨物 2021 9 30

有限会社蔵輸送システム
（法人番号
9420002015557） 代
表者村元毅

青森県黒石市大字上十
川字大野六番40

本社営業所
青森県黒石市大
字上十川字大野
六番40

輸送施設の使用停止
（30日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第4項

令和2年10月13日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、6件の
違反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第3条第4項）、（2）点呼の実
施義務違反【一部実施不適切】（安全規則第7条第1項、第2項）、
（3）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項、第2項、第3項）、
（4）運行指示書の記載事項義務違反（安全規則第9条の3第2項）、
（5）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）、
（6）高齢運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第2項）

3 3

貨物 2021 10 1 阪本 勲
奈良県奈良市東九条町
722番地の17

本店
奈良県奈良市東
九条町722番地の
17

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和3年8月25日、死亡事故を引き起こしたことを端緒に監査を実施。1
件の違反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車
の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する指
導及び監督違反【一部不適切】（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
10条第1項）

0 0

貨物 2021 10 4

スマイルネットワーク株
式会社（法人番号
2410001010599） 代
表者齋藤敏洋

秋田県にかほ市三森字
沖田176番地1

本社営業所
秋田県にかほ市
三森字沖田176番
地1

輸送施設の使用停止
（30日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第4項

令和2年10月8日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、4件の違
反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第3条第4項）、（2）点呼の実施
義務違反（安全規則第7条第1項）、（3）運行指示書の作成義務違反
（安全規則第9条の3第1項）、（4）運転者に対する指導監督義務違反
（安全規則第10条第1項）

3 3

貨物 2021 10 4
有限会社西尾企画（法人
番号6200002024616)
代表者西尾弘蔵

岐阜県恵那市三郷町
佐々良木2019番地5

本社営業所
岐阜県恵那市武
並町竹折1432-4

輸送施設の使用停止
(40日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和3年3月16日､監査方針に基づき､監査を実施｡6件の違反が認められ
た｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第4項)､(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条第1項及び第2項並びに第3項)､(3)点呼の実施不適切(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)､(4)乗務等の
記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(5)一般講
習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)､(6)事
業実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項)

4 4



タクシー 2021 10 4

名鉄岡崎タクシー株式会
社（法人番号
9180301002140) 代表
者大竹宏

愛知県岡崎市戸崎元町5
番地1号

本社営業所
愛知県岡崎市戸
崎元町5番地1号

輸送施設の使用停止
(115日車)

道路運送法第20条

令和3年4月28日、監査方針に基づき、監査を実施。5件の違反が認めら
れた。(1)営業区域外旅客運送違反(道路運送法第20条)､(2)特定の運転
者に対する指導義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)､
(3)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(旅客自動車運送事業運輸
規則第38条第2項)､(4)定期点検未実施(旅客自動車運送事業運輸規則第
45条)､(5)無車検運行(旅客自動車運送事業運輸規則第45条)

13 12

タクシー 2021 10 4

名古屋近鉄タクシー株式
会社（法人番号
3180001031791) 代表
者山根真哉

愛知県名古屋市中村区
名駅1丁目2番2号

小幡営業所
愛知県名古屋市
守山区小幡太田2
丁目31番地

輸送施設の使用停止
(30日車)及び文書警
告

道路運送法第13条
令和3年6月30日、監査方針に基づき、監査を実施。2件の違反が認めら
れた。(1)運送引受義務違反(道路運送法第13条)､(2)運転者に対する地
理､応接の指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第39条)

3 3

タクシー 2021 10 4
港タクシー株式会社（法
人番号7080001009225)
代表者大石薫己

静岡県静岡市清水区大
坪1丁目3番17号

本社営業所
静岡県静岡市清
水区大坪1丁目39

輸送施設の使用停止
(50日車)及び文書警
告

旅客自動車運送事業
運輸規則第3条第2項

令和3年2月2日、監査方針に基づき、監査を実施。12件の違反が認めら
れた。(1)苦情処理の記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第3条
第2項)､(2)点呼の実施義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第1
項及び第2項)､(3)事故の記録記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸
規則第26条の2)､(4)乗務員台帳の作成義務違反(旅客自動車運送事業運
輸規則第37条第1項)､(5)乗務員台帳の記載事項等不備(旅客自動車運送
事業運輸規則第37条第1項)､(6)運転者に対する指導監督記録義務違反
(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)､(7)特定の運転者に対する
指導義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)､(8)特定の運
転者に対する運転適性診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第38条
第2項)､(9)指導要領制定義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第40条
第1項)､(10)整備管理者の選任解任届出違反(旅客自動車運送事業運輸規
則第45条)､(11)運行管理規程未制定(旅客自動車運送事業運輸規則第48
条の2第1項)､(12)運転者証の返納等義務違反(タクシー業務適正化措置
法第16条第1項及び第2項)

5 5

タクシー 2021 10 4

ナショナルタクシー株式
会社(法人番号
2120001015801) 代表
者金田隆司

大阪府大阪市城東区成
育2丁目8番3号

本社
大阪府大阪市城
東区成育2丁目8
番3号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和3年9月2日、労働局からの通報を端緒として監査を実施。1件の違
反が認められた。点呼の記録義務違反【記載事項の不備(旅客自動車運
送事業運輸規則第24条第5項)】

0 0

タクシー 2021 10 4

有限会社京都雅タクシー
(法人番号
6130002024144) 代表
者奥村仁三和

京都府京都市右京区梅
津堤下町64番地1

本社
京都府京都市右
京区梅津堤下町
64－1

文書警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(駐
停車違反)が過去一年以内に3件に達した。｢旅客自動車運送事業者が事
業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針｣による運転者に
対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

タクシー 2021 10 4
和歌浦観光株式会社(法
人番号8170001003606)
代表者山根敬正

和歌山県和歌山市西浜
891番地2号

本社

和歌山県和歌山
市西浜字中新堤
内の坪891番地2
号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和3年7月29日、長期未実施を端緒として監査を実施。1件の違反が認
められた。｢旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行
う指導及び監督の指針｣による運転者に対する指導監督義務違反(旅客自
動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

貨物 2021 10 5

株式会社群馬ドリーム
（法人番号
3070001014196）代表
者石川伸二

群馬県佐波郡玉村町箱
石３５８－１

本社
群馬県佐波郡玉
村町大字箱石３
５８－１４

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和2年11月12日、監査
を実施。6件の違反が認められた。（１）乗務時間等告示の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（２）点呼の実施
義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（３）運行記
録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、
（４）運行指示書の作成義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第9条の3）、（５）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第1項）、（６）事業計画事前届出違反（貨物自
動車運送事業法第9条第3項）

4 4

貨物 2021 10 5
横嶋建材株式会社（法人
番号1060001009091）
代表者横嶋憲男

栃木県日光市土沢５５
１－３１

本社
栃木県日光市土
沢５５１－３１

輸送施設の使用停止
（95日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の2

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和3年1月8日及び同年
2月16日、監査を実施。9件の違反が認められた。（１）乗務時間等告
示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、
（２）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3
条第6項）、（３）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第7条）、（４）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第8条第1項）、（５）運行記録計による記録義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（６）運転者に対する指導監
督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（７）初任
運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第2項）、（８）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第3条の2）、（９）事業計画の変更認可違反（貨物
自動車運送事業法第9条第1項）

10 10

貨物 2021 10 5

有限会社岩瀬衛生社（法
人番号
2050002044055）代表
者平沢勝美

茨城県桜川市犬田１０
３５－１

本社
茨城県桜川市犬
田１２９２－１

輸送施設の使用停止
（70日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和3年2月17日、監査
を実施。7件の違反が認められた。（１）疾病のおそれのある乗務（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（２）点呼の記録事項
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）、（３）運行記
録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、
（４）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第1項）、（５）高齢運転者に対する指導監督違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（６）高齢運転者に対する
適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項）、（７）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

7 7

貨物 2021 10 5

株式会社ＭＲサービス
（法人番号
9070001033042）代表
者石原良一

群馬県太田市藪塚町２
１７５－２１２

本社
群馬県太田市藪
塚町２１７５－
２１２

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和3年2月5日、監査を
実施。7件の違反が認められた。（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（２）点呼の実施義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（３）運行記録計に
よる記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（４）
運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10
条第1項）、（５）整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第3条の4）、（６）事業計画の変更認可違反（貨物自
動車運送事業法第9条第1項）、（７）報告義務違反（貨物自動車運送
事業法第60条第1項）

6 6

貨物 2021 10 5

代々城運送株式会社（法
人番号
4050001021986）代表
者代々城正

茨城県鉾田市串挽３１
７－７

本社
茨城県鉾田市串
挽３１７－７

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

死亡事故を引き起こしたことを端緒として、令和3年2月16日、監査を
実施。8件の違反が認められた。（１）点呼の実施義務違反等（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条）、（２）乗務等の記録事項違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（３）運行記録計によ
る記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（４）運
転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10
条第1項）、（５）事故惹起運転者に対する指導監督違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（６）初任運転者に対する適性
診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、
（７）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3
条の2）、（８）事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条
第3項）

3 3



貨物 2021 10 5
Gライン有限会社（法人
番号4070002007545）
代表者森下さと子

群馬県前橋市富士見町
時沢２８５１－１

本社
群馬県前橋市富
士見町時沢２８
５１－１

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和3年2月18日、監査
を実施。4件の違反が認められた。（１）点呼の実施義務違反等（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（２）運転者に対する指導監督
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（３）初任運
転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条
第2項）、（４）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第10条第2項）

2 2

貨物 2021 10 5
株式会社盛商（法人番号
8060001006124）代表
者碓氷重光

栃木県さくら市金枝９
７０－３

本社
栃木県さくら市
金枝９７０－４

輸送施設の使用停止
（90日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和3年3
月5日、監査を実施。10件の違反が認められた。（１）乗務時間等告示
の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（２）
疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6
項）、（３）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条）、（４）運行記録計による記録保存義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第9条）、（５）運転者に対する指導監督違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（６）初任運転者に対
する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条
第2項）、（７）整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条の4）、（８）事業計画の変更認可違反（貨物自動
車運送事業法第9条第1項）、（９）事業計画事前届出違反（貨物自動
車運送事業法第9条第3項）、（１０）報告義務違反（貨物自動車運送
事業法第60条第1項）

9 9

貨物 2021 10 5

株式会社エフ・ケー・
ティーライン（法人番号
9010801016813）代表
者千葉和博

神奈川県大和市上草柳
１９６－８

相模
神奈川県大和市
上草柳１９６－
８

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

労働局からの通報を端緒として、令和2年12月16日及び令和3年4月12
日、監査を実施。4件の違反が認められた。（１）乗務時間等告示の遵
守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（２）点呼
の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（３）
運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
10条第1項）、（４）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）

3 3

貨物 2021 10 5
石原運送有限会社（法人
番号9070002020072）
代表者石原博幸

群馬県伊勢崎市香林町
２－１０１３－２

本社
群馬県伊勢崎市
香林町２－１０
１３－２

輸送施設の使用停止
（50日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

救護措置義務違反を伴う死亡事故があった旨の公安委員会からの通知
を端緒として、令和3年2月9日、同年3月24日及び同年4月9日、監査を
実施。6件の違反が認められた。（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（２）点呼の実施義務
違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（３）乗務等の記
録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（４）
運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9
条）、（５）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第1項）、（６）事業計画の変更認可違反（貨物自動車
運送事業法第9条第1項）

5 5

貨物 2021 10 5
株式会社浮田急送(法人
番号7240001038975）
代表者浮田清範

広島県尾道市吉和町
4810番地2

本社営業所
広島県尾道市防
地町26-15

輸送施設の使用停止
（20日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号、同項第2号及び
同条第4項

令和2年10月14日及び同年11月17日、情報提供を端緒として監査を実
施。6件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、(2)整備
管理者の研修受講義務違反（安全規則第3条の4）、(3)点呼の実施義務
違反（安全規則第7条第1項及び第2項）、(4)点呼の記録事項義務違反
（安全規則第7条第5項）、(5)乗務等の記録事項義務違反（安全規則第
8条第1項）、(6)運転者台帳の記載事項義務違反（安全規則第9条の5第
1項）

2 2

貨物 2021 10 5

延岡ダイキュー運輸株式
会社(法人番号
6350001006955)代表者
廣島良次

宮崎県延岡市土々呂町6
丁目2923番地

本社営業所
宮崎県延岡市
土々呂町6丁目
2923番地

輸送施設の使用停止
(80日車)、文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項1号、法第
17条第4項

令和3年7月16日、監査実施。14件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下｢安全規
則｣）第3条第4項)、(2)疾病、疲労等のおそれのある乗務(全規則第3条
第6項)、(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(4)点呼の記録義務
違反(安全規則第7条第5項)、(5)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7
条第5項)、(6)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(7)運行記
録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(8)運転者台帳の作成義務違
反(安全規則第9条の5第1項)、(9)運転者台帳の記載事項義務違反(安全
規則第9条の5第1項)、(10)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10
条第1項)、(11)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存
違反(安全規則第10条第1項)、(12)運転者に対する指導監督の記録事項
義務違反(安全規則第10条第1項)、(13)特定運転者に対する特別な指導
監督違反(安全規則第10条第2項)、(14)特定運転者に対する適性診断受
診義務違反(安全規則第10条第2項)

8 8

貨物 2021 10 5
カマダ運送株式会社(法
人番号6340001018943)
代表者鎌田 憲一

鹿児島県鹿児島市宮之
浦町4080番地

本社営業所
鹿児島県鹿児島
市宮之浦町4080
番地

輸送施設の使用停止
(10日車)

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

令和3年7月29日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)過積載運送
(貨物自動車運送事業法第17条第3項)

1 1

タクシー 2021 10 5

京浜ハイヤー株式会社
（法人番号
8010801025906） 代
表者河野一也

東京都大田区京浜島2-
4-16

本社営業所
東京都大田区京
浜島2-4-16

輸送施設の使用停止
（30日車）

道路運送法第２０条

令和元年8月27日及び同年10月3日、新規許可を受けたことを端緒とし
て監査を実施。5件の違反が認められた。(1)営業区域外運送違反(道路
運送法(以下､運送法)第20条)､(2)乗務記録の記録事項の不備(旅客自動
車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第25条第3項)､(3)初任運転者に対
する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)､(4)定期点検整備の
未実施(道路運送車両法第48条)､(5)報告義務違反(運送法第94条第1項)

3 3

タクシー 2021 10 5

ジェー・シー・ケー株式
会社（法人番号
2010001019573） 代
表者江鳴

東京都千代田区神田駿
河台2-1-19

東京営業所
東京都葛飾区新
小岩1-17-10 JCK
ﾋﾞﾙ

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第２４条第
５項

令和元年11月15日及び同年12月3日、新規許可を受けたことを端緒とし
て監査を実施。2件の違反が認められた。(1)点呼の記録事項義務違反
(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第24条第5項)､(2)乗務記
録の記録事項の不備(運輸規則第25条第3項)

0 0

タクシー 2021 10 5

株式会社ＩＫＥＤＡコー
ポレーション（法人番号
4011801005892） 代
表者池田英機

東京都足立区保塚町6-
17

本社営業所
東京都足立区保
塚町6-17

輸送施設の使用停止
（100日車）

道路運送法第２０条

令和2年10月20日、同年11月20日、同年12月1日及び同年12月16日、死
亡事故があった旨公安委員会からの通知を端緒として監査を実施。7件
の違反が認められた。(1)営業区域外運送違反(道路運送法第20条)､(2)
乗務時間等の基準の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸
規則)第21条第1項)､(3)健康状態の把握義務違反(運輸規則第21条第5
項)､(4)点呼の実施等義務違反(運輸規則第24条)､(5)乗務記録の記録事
項の不備(運輸規則第25条第3項)､(6)運転者に対する指導監督義務違反
(運輸規則第38条第1項)､(7)定期点検整備の未実施(道路運送車両法第48
条)

10 10

タクシー 2021 10 5
大商交通株式会社(法人
番号2120001156125)
代表者薬師寺薰

大阪府守口市金田町3丁
目47番15号

本社
大阪府守口市金
田町3丁目47番15
号

輸送施設の使用停止
(20日車)

道路運送法(以下｢
法｣)第27条第3項

令和3年1月13日及び同年2月4日、労働局からの通報を端緒として監査
を実施。2件の違反が認められた。(1)｢旅客自動車運送事業者が事業用
自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針｣による運転者に対す
る指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)、(2)事
業の健全な発達を阻害する競争【最低賃金法に基づき国が定めた賃金
の最低限度額より低い賃金の支払い(法第30条第2項)】

7 2



貸切バス 2021 10 5

株式会社スター交通（法
人番号：
4070001025630） 代
表者 碓氷 浩敬

群馬県邑楽郡大泉町大
字坂田字西原256-2

東京営業所
東京都足立区六
木3-36-5 ﾎﾞﾅｰﾙ
U101

輸送施設の使用停止
（140日車）

道路運送法第9条の2
第1項

令和2年12月14日、令和2年12月15日、令和3年1月12日、令和3年1月
22日、令和3年1月28日及び令和3年2月19日、区域拡大を行ったことを
端緒に監査を実施。10件の違反が認められた。(1)運賃料金変更事前届
出違反(道路運送法(以下｢運送法｣)第9条の2第1項)､(2)事業計画の事前
変更届出違反(運送法第15条第3項)､(3)運送引受書の交付義務違反(運輸
規則第7条の2第1項)､(4)運送引受書の記載事項の不備(運輸規則第7条の
2第1項)､(5)乗務時間等告示の遵守違反(運輸規則第21条第1項)､(6)点呼
の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)､(7)運行指示書の記載事項不備
(運輸規則第28条の2第1項)､(8)運転者に対する指導監督義務違反(運輸
規則第38条第1項)､(9)運行管理者に対する指導監督義務違反(運輸規則
第48条の3)､(10)運行管理補助者の届出義務違反(運輸規則第68条)

14 14

貸切バス 2021 10 5

有限会社飯山観光（法人
番号：
6021002037221） 代
表者 小林 久美子

神奈川県厚木市飯山
4622

本社営業所
神奈川県厚木市
飯山4622

処分日車数40日車の
ため、一般貸切旅客
自動車運送事業者に
対する行政処分等の
基準3.(6)により文書
警告

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和3年5月17日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。3件
の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第
38条第1項)､(2)定期点検整備等の未実施(運輸規則第45条)､(3)輸送の安
全にかかわる公表情報の報告義務違反(運輸規則第47条の7第1項)

4 4

貸切バス 2021 10 5

第一観光株式会社（法人
番号：
7090001004951） 代
表者 大木 俊隆

山梨県南アルプス市西
南湖967-1

本社営業所
山梨県南アルプ
ス市西南湖967-1

処分日車数40日車の
ため、一般貸切旅客
自動車運送事業者に
対する行政処分等の
基準3.(6)により文書
警告

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和3年7月12日及び令和3年7月19日、定期的な監査を実施。1件の違
反が認められた。(1)運転者に対する指導監督等義務違反(旅客自動車運
送事業運輸規則第38条第1項)

7 4

貨物 2021 10 6
株式会社今野運輸（法人
番号5390001006201）
代表者今野博輝

山形県酒田市京田1-5-
22

本社営業所
山形県酒田市京
田1-5-22

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和3年7月29日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、8件の違
反が認められた｡（1）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則（以下｢安全規則｣）第7条第1項）、（2）点呼の実施義務違反
（安全規則第7条第2項）、（3）点呼の記録事項義務違反（安全規則第
7条第5項）、（4）運行指示書の作成義務違反（安全規則第9条の3第1
項）、（5）運転者台帳の作成義務違反（安全規則第9条の5第1項）、
（6）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）、
（7）高齢運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第2
項）、（8）高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第10
条第2項）

0 0

貨物 2021 10 6
株式会社浜庄運輸（法人
番号6220001005383）
代表者枩村一雄

石川県金沢市湊1丁目1-
4

本社営業所
石川県金沢市湊1
丁目1-4

文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項及び同条
第4項

令和3年6月28日、監査実施。4件の違反が認められた。（1）乗務時間
等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）（2）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項～
第3項）（3）点呼の記録記載不備（安全規則第7条第5項）（4）運転者
に対する指導監督に係る記録義務違反（安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2021 10 6
有限会社染谷梱包（法人
番号4030002104313)
代表者染谷喜一

埼玉県川口市上青木3丁
目7番2号

岐阜営業所
岐阜県恵那市長
島町永田307-81

輸送施設の使用停止
(10日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

令和3年6月18日､監査方針に基づき､監査を実施｡4件の違反が認められ
た｡(1)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)､
(2)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
3条の4)､(3)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第8条)､(4)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第1項)

1 1

貨物 2021 10 6
有限会社オーエス（法人
番号8200002014383)
代表者岡田美代子

岐阜県大垣市横曽根四
丁目41番地1

本社営業所
岐阜県大垣市横
曽根四丁目41番
地1

輸送施設の使用停止
(50日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和3年4月9日､監査方針に基づき､監査を実施｡10件の違反が認められ
た｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第
1項第4号)､(2)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第4項)､(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第7条第1項及び第2項)､(4)点呼の記録記載事項不備(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)乗務等の記録義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第8条)､(6)乗務等の記録記載事項不備(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(7)運行記録計による記録義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(8)運転者台帳の記載事項等
不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(9)特定の運転
者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項)､(10)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第2項)

5 5

貨物 2021 10 6
有限会社焼津陸運（法人
番号9080002016375)
代表者黒松則行

静岡県焼津市大住216-1 本社営業所
静岡県焼津市大
住216-1

輸送施設の使用停止
(20日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和3年4月13日､死亡事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡4件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)運行記録計による記録義務
違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(3)事故の記録義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の2)､(4)運転者に対する指導監
督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)

2 2

貨物 2021 10 6
名阪急配株式会社（法人
番号2180001075088)
代表者村井聖

愛知県春日井市東野町9
丁目7番地の1

岐阜サテラ
イト営業所

岐阜県岐阜市東
中島3丁目13番1
号

輸送施設の使用停止
(20日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和3年4月7日､死亡事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡2件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)運転者に対する指導監督義
務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)

4 2

貨物 2021 10 6

三重中央開発株式会社
（法人番号
8190001008702) 代表
者平井俊文

三重県伊賀市予野字鉢
屋4713

本社営業所
三重県伊賀市治
田3598番地12

輸送施設の使用停止
(20日車)

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和3年4月20日､重傷事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡1件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)

2 2

貨物 2021 10 6
株式会社協同(法人番号
7250001001437） 代
表者木村正人

山口県山口市秋穂東
6867番地1

長門営業所
山口県長門市西
深川字御所原839
番地7

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号及び同条第4項

令和2年11月20日、同年12月9日及び令和3年3月17日、死亡事故を端緒
として監査を実施。5件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第
4項）、(2)点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項及び第2項）、(3)
運転者台帳の記載事項義務違反（安全規則第9条の5第1項）、(4)運転
者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）、(5)特定の運
転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）

0 0

乗合バス 2021 10 7

西鉄バス北九州株式会社
(法人番号
6290801004314)代表者
安田堅太郎

福岡県北九州市小倉北
区砂津1丁目1番2号

弥生が丘自
動車営業所

福岡県北九州市
小倉南区貫弥生
が丘1丁目11-1

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和3年5月20日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)疾病、疲労
等のおそれのある乗務（旅客自動車運送事業運輸規則第21条第5項）

0 0

貨物 2021 10 8
株式会社スマイル（法人
番号7420001010511）
代表者葛西克敏

青森県平川市新屋町松
久8番地15

本社営業所
青森県平川市新
屋町松久8番地15

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

令和3年2月24日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、1件の違
反が認められた｡（1）過積載運送（貨物自動車運送事業法第17条第3
項）

2 2

貨物 2021 10 8

有限会社ウッドジャパン
白神（法人番号
1420002014896） 代
表者三上諭

青森県弘前市大字境関1
丁目1番地3

本社営業所
青森県弘前市大
字境関1丁目1番
地3

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

令和3年2月22日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、1件の違
反が認められた｡（1）過積載運送（貨物自動車運送事業法第17条第3
項）

4 4



貨物 2021 10 8
有限会社広仲運輸（法人
番号8210002007502)
代表者佐々木貴儀

福井県坂井市坂井町木
部東20-20-1

本社営業所
福井県坂井市坂
井町木部東20字
14-2

輸送施設の使用停止
(150日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和2年12月16日及び令和3年2月4日､監査方針に基づき監査を実施｡13
件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)健康診断未受診(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第3条第6項)､(3)無車検運行(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条の2)､(4)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)､(5)点呼の記録記載事項不備
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(6)乗務等の記録記載事
項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(7)運転者台帳の作成
義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(8)運転者
台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1
項)､(9)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第1項)､(10)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(11)特定の運転者に対する運転適
性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(12)運行
管理者の解任届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条)､(13)
輸送の安全にかかわる情報の公表義務違反(貨物自動車運送事業法第24
条の3)

15 15

貨物 2021 10 8

有限会社中日本ライン
（法人番号
6180002082088) 代表
者中田惠

愛知県江南市古知野町
宮前168番地

本社営業所
岐阜県各務原市
蘇原希望町四丁
目22番地

輸送施設の使用停止
(90日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和2年10月5日及び令和2年10月16日並びに令和2年12月14日､監査方
針に基づき､監査を実施｡11件の違反が認められた｡(1)事業計画の変更
認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)、(2)事業計
画事後届出違反(貨物自動車運送事業法施行規則第7条第1項第1号)､(3)
乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3
条第4項)､(4)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第1項及び第2項)､(5)点呼の記録不実記載(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第7条第5項)､(6)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第8条)､(7)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第9条)､(8)運転者台帳の作成義務違反(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(9)運転者台帳の記載事項等不備
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(10)一般講習受講義
務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)､(11)事業報告書
及び事業実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項)

9 9

貨物 2021 10 8

コウノイケ・エキスプレ
ス株式会社（法人番号
3170001006654）代表
者久坂圭介

和歌山県和歌山市栄谷2
番地の1

本社事業所
和歌山県和歌山
市栄谷2番地の1

輸送施設の使用停止
(10日車)

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第2
号

令和3年6月29日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。3件の違
反が認められた。（1）整備管理者の研修受講義務違反【研修未受講】
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」)第3条の4）、
（2）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指
導及び監督の指針」（以下「指導監督告示」）による運転者に対する
指導及び監督違反【一部不適切】（安全規則第10条第1項）、（3）指
導監督告示による運転者に対する指導及び監督に係る記録の作成・保
存【記録】（安全規則第10条第1項）

1 1

タクシー 2021 10 8

有限会社えびす（法人番
号８４４０００２００８
１１４） 代表者杉澤知
子

北海道函館市堀川町２
２番３号

有限会社え
びす昭和営
業所

北海道函館市昭
和町２３番地６

輸送施設の使用停止
（１０日車）及び文
書警告

道路運送法第２７条
第３項

令和３年６月２５日及び令和３年６月２８日、その他事故、法令違
反、事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。４件の違反が認め
られた。（１）疾病・疲労等のおそれのある乗務（旅客自動車運送事
業運輸規則（以下「運輸規則」）第２１条第５項）、（２）点呼の記
録事項義務違反（運輸規則第２４条第５項）、（３）乗務等の記録事
項義務違反（運輸規則第２５条第３項、第４項）、（４）運転者に対
する指導監督義務違反（運輸規則第３８条第１項）

1 1

貨物 2021 10 11
株式会社雄飛（法人番号
5420001013870） 代
表者永田裕誉

青森県五所川原市大字
浅井字種取90番地

本社営業所
青森県五所川原
市大字浅井字種
取90番地

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和3年8月11日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、2件の違
反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督の記録違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第10条第1項）、（2）初
任運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第2項）

0 0

貨物 2021 10 11

ハートランス株式会社
（法人番号
6200001004164) 代表
者大野健治

岐阜県岐阜市大脇2丁目
33番地

本社営業所
岐阜県岐阜市大
脇2-32-1

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和3年10月4日､監査方針に基づき､監査を実施｡1件の違反が認められ
た｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第4項)

0 0

貨物 2021 10 11

西部建材運輸株式会社
(法人番号
1250001005749） 代
表者植木達朗

山口県下関市長府扇町
8-33

本社営業所
山口県下関市長
府扇町8番33号

輸送施設の使用停止
（30日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」とい
う。）第17条第1項
第1号、同条第4項及
び法第24条

令和2年12月22日及び令和3年3月30日、酒気帯び運転による事故を端
緒として監査を実施。5件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵
守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条
第4項）、(2)点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項及び第2項）、
(3)点呼の記録事項義務違反（安全規則第7条第5項）、(4)運転者に対す
る指導監督の記録事項義務違反（安全規則第10条第1項）、(5)事故の
報告義務違反（自動車事故報告規則第3条）

5 3

貨物 2021 10 12

大信物流輸送株式会社
（法人番号
9120001150063） 代
表者小林尚美

大阪府枚方市中宮大池
4-5-16

新潟営業所
新潟県見附市新
幸町9番11号

文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項及び同条
第4項

令和3年6月25日、監査実施。4件の違反が認められた。（1）乗務時間
等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）（2）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項及
び第2項）（3）点呼の記録記載不備（安全規則第7条第5項）（4）運転
者に対する指導監督違反（安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2021 10 12
株式会社アサクラ（法人
番号1030001080599）
代表者東海林茂

埼玉県川口市西川口６
－１４－３０

本店
埼玉県川口市西
川口６－１４－
３０

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和3年3
月24日及び同年3月26日、監査を実施。4件の違反が認められた。
（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第3条第4項）、（２）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条）、（３）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（４）事業計画の変更認可違反
（貨物自動車運送事業法第9条第1項）

2 2

貨物 2021 10 12

株式会社スワロー輸送
（法人番号
5011701004333）代表
者藤川守

東京都江戸川区中葛西
３－２９－１

千葉
千葉県船橋市高
瀬町４１－３

輸送施設の使用停止
（70日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがあることを端緒として、令和3年4月12日及び同年4月
19日、監査を実施。5件の違反が認められた。（１）乗務時間等告示の
遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（２）疾
病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6
項）、（３）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第8条第1項）、（４）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第9条）、（５）運転者に対する指導監督違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

7 7

貨物 2021 10 12
株式会社広大（法人番号
8050001008526）代表
者菅谷弘幸

茨城県水戸市東前１－
２０２

本社
茨城県水戸市東
前１－２０２

輸送施設の使用停止
（50日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和3年4
月14日、監査を実施。9件の違反が認められた。（１）乗務時間等告示
の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（２）
疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6
項）、（３）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条）、（４）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第8条第1項）、（５）運行記録計による記録義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第9条）、（６）運行指示書の作成義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3）、（７）運転者に対す
る指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、
（８）損害賠償の支払い能力確保義務違反（貨物自動車運送事業法第
24条の4）、（９）自動車に関する表示義務違反（道路運送法第95条）

5 5



貨物 2021 10 12
魚野運送株式会社（法人
番号5120101036224）
代表者藤野圭子

大阪府岸和田市流木町
1164番地

本社
大阪府貝塚市東
山1丁目26番16号

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和3年3月8日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。8件の違
反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者
の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則（以下「安全規則」)第3条第4項）、（2）疾病、疲労
等のおそれのある乗務（安全規則第3条第6項）、（3）点呼の実施違反
【未実施】（安全規則第7条第1項～第3項）、（4）点呼の記録違反
【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、（5）乗務等の記録違
反【記載事項等の不備】（安全規則第8条）、（6）運転者台帳【記載
事項等の不備】（安全規則第9条の5第1項）、（7）「貨物自動車運送
事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」に
よる運転者に対する指導及び監督違反【大部分不適切】（安全規則第
10条第1項）、（8）運行管理者補助者の要件違反（安全規則第18条第3
項）

6 6

貨物 2021 10 13

セイシンロジスティック
ス株式会社（法人番号
1120101030008）代表
竹田盛記

大阪府堺市美原区今井
347番地15

本社
大阪府堺市美原
区今井347番地15

輸送施設の使用停止
（80日車）

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

令和2年12月4日及び同年12月8日、公安委員会からの通報を端緒に監査
を実施。10件の違反が認められた。（1）事業計画変更認可違反【自動
車車庫の位置及び収容能力違反】（貨物自動車運送事業法施行規則第2
条第1項第4号）、（2）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者
の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（3）疾病、疲労
等のおそれのある乗務（安全規則第3条第6項）、（4）点検整備記録簿
等の記載違反等【記録の保存】（安全規則第3条の2、道路運送車両法
第49条）、（5）整備管理者の研修受講義務違反【研修未受講】（安全
規則第3条の4）、（6）点呼の実施違反【未実施】（安全規則第7条第1
項～第3項）、（7）点呼の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則
第7条第5項）、（8）運行指示書【作成、指示又は携行の義務違反】
(安全規則第9条の3第1項～第3項)、（9）「貨物自動車運送事業者が事
業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者
に対する指導及び監督違反【一部不適切】（安全規則第10条第1項）、
（10）自動車事故報告規則に規定する事故の届出違反【未届出】（法
第24条）

8 8

貨物 2021 10 13

有限会社オールネット
（法人番号
8160002000371）代表
者安川幸栄

滋賀県大津市際川2丁目
19-1

本社
滋賀県大津市際
川2丁目19-1

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

令和3年5月13日、公安委員会からの通知を端緒に監査を実施。5件の違
反が認められた。（1）事業計画変更認可違反【自動車車庫の位置及び
収容能力違反】（貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号）、
（2）疾病、疲労等のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全
規則（以下「安全規則」)第3条第6項）、（3）点呼の記録違反【記載
事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、（4）乗務等の記録違反【記
載事項等の不備】（安全規則第8条）、（5）「貨物自動車運送事業者
が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運
転者に対する指導及び監督違反【一部不適切】（安全規則第10条第1
項）

6 6

貨物 2021 10 13

協業組合諫早輸送セン
ター（法人番号
9310005004345 ）代表
者廣瀬公彦

長崎県諫早市栗面町83-
2

本社営業所
長崎県諫早市栗
面町83-2

輸送施設の使用停止
(60日車)、文書警告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第１
号、法17条第4項

令和3年6月24日、監査実施。7件の違反が認められた。(1）乗務時間等
告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）
第3条第4項）、(2)疾病、疲労等のおそれのある乗務(安全規則第3条第
6項)、(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(4)運転者台帳の記載
事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(5)運転者に対する指導監督違
反(安全規則第10条第1項)、(6)特定運転者に対する特別な指導監督違反
(安全規則第10条第2項)、(7)特定運転者に対する適性診断受診義務違反
(安全規則第10条第2項)

6 6

タクシー 2021 10 13

ひばりタクシー株式会社
（法人番号
1180001026843) 代表
者河原直政

愛知県名古屋市西区貴
生町2番地

本社営業所

愛知県名古屋市
西区貴生町2番地
115､116､119､
120､470､471

輸送施設の使用停止
(100日車)及び文書警
告

道路運送法第13条

令和3年6月22日、監査方針に基づき、監査を実施。7件の違反が認めら
れた。(1)運送引受義務違反(道路運送法第13条)､(2)健康診断未受診(旅
客自動車運送事業運輸規則第21条第5項)､(3)点呼の記録記載事項不備
(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)､(4)特定の運転者に対する
指導義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)､(5)特定の運
転者に対する運転適性診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第38条
第2項)､(6)運転者に対する地理､応接の指導監督義務違反(旅客自動車運
送事業運輸規則第39条)､(7)整備管理者の研修受講義務違反(旅客自動車
運送事業運輸規則第46条)

10 10

タクシー 2021 10 13

有限会社第五フジタク
シー（法人番号
3180002043811) 代表
者大原一夫

愛知県名古屋市港区入
船1丁目8番地10号

本社営業所
愛知県名古屋市
港区入船1丁目8
番地10号

輸送施設の使用停止
(10日車)及び文書警
告

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和3年7月16日、監査方針に基づき、監査を実施。4件の違反が認めら
れた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規
則第38条第1項)､(2)特定の運転者に対する指導義務違反(旅客自動車運
送事業運輸規則第38条第2項)､(3)特定の運転者に対する運転適性診断未
受診(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)､(4)運行管理規程の記
載事項不適切(旅客自動車運送事業運輸規則第48条の2第1項)

1 1

乗合バス 2021 10 13

豊鉄タクシー株式会社
（法人番号
3180301007038) 代表
者長縄則之

愛知県豊橋市下地町字
北村92番地の1

豊川営業所
愛知県豊川市千
歳通1丁目40番地

輸送施設の使用停止
(20日車)

道路運送法第16条第
1項

令和3年7月9日、監査方針に基づき、監査を実施。1件の違反が認めら
れた。(1)事業計画に定める業務の確保違反(道路運送法第16条第1項)

20 2

貨物 2021 10 14
岩北運輸株式会社（法人
番号6400001004193）
代表者齋藤達哉

岩手県岩手郡岩手町大
字江刈内第7地割34番地
10

本社営業所
（現:西根営
業所）

岩手県岩手郡岩
手町大字五日市
第9地割字大宮平
2-2（現:岩手県八
幡市大更第16地
割14番地5）

輸送施設の使用停止
（60日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第4項、法第24
条の4

令和2年10月19日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、8件の
違反が認められた｡（1）疾病･疲労等のおそれのある乗務（貨物自動車
運送事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第3条第6項）、（2）点呼の
実施義務違反（安全規則第7条第1項）、（3）点呼の記録事項義務違反
（安全規則第7条第5項）、（4）運転者に対する指導監督義務違反（安
全規則第10条第1項）、（5）運転者に対する指導監督の記録保存違反
（安全規則第10条第1項）、（6）高齢運転者に対する指導監督義務違
反（安全規則第10条第2項）、（7）高齢運転者に対する適性診断受診
義務違反（安全規則第10条第2項）、（8）社会保険等加入義務違反
（貨物自動車運送事業法第24条の4）

6 6

貨物 2021 10 14
株式会社大運（法人番号
4120001044831）代表
者岩崎雅信

大阪府大阪市中央区久
太郎町4丁目1番3号

神戸
兵庫県神戸市東
灘区向洋町東3

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和3年6月25日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。1件の違
反が認められた。（1）コンテナの落下防止措置未実施（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第5条）

2 2



貨物 2021 10 14
株式会社三興運送（法人
番号4130001032620）
代表者武長正弘

京都府宇治市伊勢田町
南山52-12

丹波
京都府船井郡京
丹波町豊田鳥居
野17-1、18-1

輸送施設の使用停止
（130日車）

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

令和2年12月28日及び令和3年1月29日、関係機関からの情報を端緒に
監査を実施。15件の違反が認められた。（1）事業計画変更認可違反
【自動車車庫の位置及び収容能力違反】（貨物自動車運送事業法施行
規則第2条第1項第4号）、（2）疾病、疲労等のおそれのある乗務（貨
物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」)第3条第6項）、
（3）整備管理者の研修受講義務違反【研修未受講】（安全規則第3条
の4）、（4）（5）点呼の実施違反【未実施】及び【不適切】（安全規
則第7条第1項～第3項）、（6）点呼の記録違反【記載事項等の不備】
（安全規則第7条第5項）、（7）乗務等の記録違反【記載事項等の不
備】（安全規則第8条）、（8）運行記録計による記録違反【記録】
（安全規則第9条）、（9）（10）運転者台帳【作成】及び【記載事項
等の不備】（安全規則第9条の5第1項）、（11）「貨物自動車運送事業
者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」（以下
「指導監督告示」）による運転者に対する指導及び監督違反【大部分
不適切】（安全規則第10条第1項）、（12）指導監督告示による運転者
に対する指導及び監督に係る記録の作成・保存【記録】（安全規則第
10条第1項）、（13）指導監督告示による運転者に対する特別な指導及
び運転適性診断受診義務違反【運転適性診断の受診状況】（安全規則
第10条第2項）、（14）運行管理者の講習受講義務違反（安全規則第23
条第1項）、（15）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1
項）

13 13

乗合バス 2021 10 14

西日本ジェイアールバス
株式会社(法人番号
3120001057487) 代表
者北野眞

大阪府大阪市此花区北
港1丁目3番23号

大阪北営業
所

大阪府大阪市北
区豊崎6丁目2番
地31号

輸送施設の使用停止
(10日車)

道路運送法第27条第
3項

令和3年6月23日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。｢旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対し
て行う指導及び監督の指針｣による運転者に対する指導監督義務違反(旅
客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

4 1

貸切バス 2021 10 14

有限会社みちのく観光バ
ス（法人番号
9400002008884） 代
表者高橋節雄

岩手県花巻市糠塚第9地
割71番地

本社営業所
岩手県花巻市糠
塚第9地割71番地

文書警告(処分日車数
20日車のため、一般
貸切旅客自動車運送
事業者に対する行政
処分等の基準3.(6)に
よる)

道路運送法第27条第
3項

令和3年9月7日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、3件の違
反が認められた｡（1）運送引受書の交付義務違反（旅客自動車運送事
業運輸規則（以下｢運輸規則｣）第7条の2第1項）、（2）運転者に対す
る指導監督義務違反（運輸規則第38条第1項）、（3）初任運転者及び
高齢運転者に対する特別な指導義務違反（運輸規則第38条第2項）

2 2

貸切バス 2021 10 14

株式会社オズ・トリップ
（法人番号
3050001015196） 代
表者神田三起男

長野県千曲市上山田温
泉3丁目12-2

本社営業所
長野県千曲市上
山田温泉2丁目
32-11

文書警告
道路運送法（以下
「法」）第29条3項
及び法第94条第1項

令和3年9月10日、監査実施。2件の違反が認められた。（1）輸送の安
全にかかわる情報の公表義務違反（法第29条第3項）（2）報告義務違
反（法第94条第1項）

22 22

貨物 2021 10 15

株式会社エヌ・ティ・エ
ス（法人番号
8120101048290）代表
者中野昌弘

大阪府泉大津市板原町
一丁目5番21-6号

本社
大阪府泉大津市
板原町一丁目5番
21-6号

輸送施設の使用停止
（45日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和2年12月10日及び同年12月14日、公安委員会からの通報を端緒に
監査を実施。9件の違反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の
事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4
項）、（2）点検整備違反【定期点検整備等の未実施】（安全規則第3
条の2、道路運送車両法第48条）、（3）点検整備記録簿等の記載違反
等【記録の保存】（安全規則第3条の2第2項、道路運送車両法第49
条）、（4）（5）点呼の実施違反【未実施】及び【不適切】（安全規
則第7条第1項～第3項）、（6）点呼の記録違反【記載事項等の不備】
（安全規則第7条第5項）、（7）乗務等の記録違反【記載事項等の不
備】（安全規則第8条）、（8）運行指示書【作成、指示又は携行の義
務違反】(安全規則第9条の3第1項～第3項)、（9）「貨物自動車運送事
業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」によ
る運転者に対する指導及び監督違反【大部分不適切】（安全規則第10
条第1項）

5 5

タクシー 2021 10 15

東海ハイヤー株式会社
（法人番号９４４０００
１００１３４１） 代表
者横田貴之

北海道函館市海岸町９
番１２号

本社営業所
北海道函館市海
岸町９番地１２
号

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

令和３年１０月１５日、公安委員会からの通報等を端緒として監査を
実施。１件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督違反
（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１項）

0 0

貨物 2021 10 18

有限会社川端エクスプレ
ス（法人番号
6210002000863) 代表
者川端重行

福井県福井市舞屋町第
15号310番地

本社営業所
福井県福井市舞
屋町第15号310番
地

輸送施設の使用停止
(20日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

令和3年5月28日及び令和3年6月2日､関係機関からの情報を端緒として､
監査を実施｡5件の違反が認められた｡(1)健康診断未受診(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第3条第6項)､(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(3)乗務等の記録記載事項不
備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(4)運転者に対する指導監
督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(5)特定の
運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第10条第2項)

2 2

貨物 2021 10 18
大野運輸株式会社（法人
番号4200001024750)
代表者真野栄治

岐阜県高山市丹生川町
町方190番地

岐阜営業所
岐阜県瑞穂市稲
里252-4

輸送施設の使用停止
(20日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和3年4月21日､重傷事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡6件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)点呼の実施義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(3)乗務等の記録記載
事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(4)運転者に対する
指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(5)
特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第10条第2項)､(6)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第10条第2項)

2 2

貨物 2021 10 18

毎日牛乳運送株式会社
（法人番号
6120001039920）代表
者橋本光司

大阪府和泉市小田町1丁
目8番1号

本社
大阪府和泉市小
田町1丁目8番1号

輸送施設の使用停止
（50日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和3年4月28日、死亡事故を引き起こしたことを端緒に監査を実施。6
件の違反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の
運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車
輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）疾病、疲労等
のおそれのある乗務（安全規則第3条第6項）、（3）点呼の実施違反
【不適切】（安全規則第7条第1項～第3項）、（4）乗務等の記録違反
【記載事項等の不備】（安全規則第8条）、（5）「貨物自動車運送事
業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」によ
る運転者に対する指導及び監督違反【大部分不適切】（安全規則第10
条第1項）、（6）健康保険法、厚生年金保険法、労働者災害補償保険
法及び雇用保険法に基づく社会保険等加入義務者が社会保険等に未加
入（貨物自動車運送事業法施行規則第14条第1項第2号）

5 5

タクシー 2021 10 18

株式会社水上タクシー
(法人番号
3140001061792) 代表
者森下智裕

兵庫県姫路市城北新町2
丁目14番地15号

本社
兵庫県姫路市城
北新町2丁目14番
地15号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(駐
停車違反)が過去一年以内に3件に達した。｢旅客自動車運送事業者が事
業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針｣による運転者に
対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

タクシー 2021 10 18

皆生タクシー株式会社
(法人番号
6270001003184） 代
表者杉本真吾

鳥取県米子市旗ヶ崎
2207番地

角盤町営業
所

鳥取県米子市角
盤町2丁目3番地

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和3年10月18日、情報提供を端緒として監査を実施。1件の違反が認
められた。運転者に対する指導監督義務違反（駐停車違反、放置駐車
違反その他の道路交通法の違反行為に係るもの）（旅客自動車運送事
業運輸規則第38条第1項）

0 0



貨物 2021 10 19

松本産業輸送株式会社
（法人番号
2020001008063）代表
者松本厚

神奈川県横浜市戸塚区
名瀬町１９８０

本社
神奈川県横浜市
戸塚区名瀬町１
８０２－３

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和2年12月1日、監査
を実施。5件の違反が認められた。（１）乗務時間等告示の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（２）点呼の記録
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）、（３）運
転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条
第1項）、（４）整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条の4）、（５）事業計画事前届出違反（貨物自動車
運送事業法第9条第3項）

2 2

貨物 2021 10 19

大栄物流サービス有限会
社（法人番号
8070002031871）代表
者坂上薫

群馬県邑楽郡大泉町城
之内五丁目１５番８号

本社
群馬県邑楽郡大
泉町城之内五丁
目１５番８号

輸送施設の使用停止
（240日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の2

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和3年4月8日、監査を
実施。11件の違反が認められた。（１）疾病のおそれのある乗務（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（２）点呼の実施義務
違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（３）運行指示書
の作成義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3）、
（４）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第10条第1項）、（５）高齢運転者に対する指導監督違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（６）高齢運転者に対する適
性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項）、（７）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条の2）、（８）無車検運行（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条の2、道路運送車両法第58条第1項）、（９）整備管理者の研修
受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4）、（１
０）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第23条第1項）、（１１）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送
事業法第9条第1項）

24 24

貨物 2021 10 19
加藤運輸有限会社（法人
番号4040002045036）
代表加藤善信

千葉県松戸市小金きよ
しヶ丘三丁目12番地13

滋賀
滋賀県近江八幡
市安土町上出155
番地

輸送施設の使用停止
（70日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和3年3月3日及び同年3月17日、公安委員会からの通報を端緒に監査
を実施。7件の違反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業
用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4
項）、（2）点呼の実施違反【未実施】（安全規則第7条第1項～第3
項）、（3）(4)点呼の記録違反【記載事項等の不備】及び【記録の改ざ
ん・不実記載】（安全規則第7条第5項）、（5）乗務等の記録違反【記
載事項等の不備】（安全規則第8条）、（6）運行記録計による記録違
反【記録】（安全規則第9条）、（7）「貨物自動車運送事業者が事業
用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に
対する指導及び監督違反【一部不適切】（安全規則第10条第1項）

7 7

貨物 2021 10 19

グリーンエキスプレス株
式会社（法人番号
7160001013334）代表
者松村浩志

滋賀県草津市駒井沢町
131-6

本社
滋賀県守山市大
門町330

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

令和3年5月19日及び同年6月1日、公安委員会からの通知を端緒に監査
を実施。5件の違反が認められた。（1）事業計画変更認可違反【自動
車車庫の位置及び収容能力違反】（貨物自動車運送事業法施行規則第2
条第1項第4号）、（2）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者
の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（3）点呼の実施
違反【未実施】（安全規則第7条第1項～第3項）、（4）点呼の記録違
反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、（5）運転者台帳
【作成】（安全規則第9条の5第1項）

1 1

タクシー 2021 10 19 吉澤 三郎 東京都足立区 個人 東京都足立区
輸送施設の使用停止
（17日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第２５条第
３項

令和3年4月19日、法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として監査を
実施。1件の違反が認められた。(1)乗務記録の記録事項の不備(旅客自
動車運送事業運輸規則第25条第3項)

6 2

貨物 2021 10 20
西濃運輸株式会社（法人
番号7200001015755)
代表者小寺康久

岐阜県大垣市田口町1 津島支店
愛知県津島市寺
野町字好土2

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

令和3年7月21日､重傷事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡1件の違反が認められた｡(1)運転者に対する指導監督義務違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)

0 0

貨物 2021 10 20

有限会社新成興業リース
（法人番号
7080402018205) 代表
者伊藤長司

静岡県掛川市中2602番1 本社営業所
静岡県掛川市中
2602番1

輸送施設の使用停止
(30日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和3年5月31日､重傷事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡9件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)点呼の実施義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(3)乗務等の記録義務
違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(4)乗務等の記録記載事
項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(5)運転者台帳の記載
事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(6)運転
者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条
第1項)､(7)運転者に対する指導監督記録記載事項不備(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第10条第1項)､(8)特定の運転者に対する指導義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(9)特定の運転者に対
する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項)

3 3

貨物 2021 10 20

株式会社北四国冷凍運輸
（法人番号
2470001005734）代表
者宮井慎治

香川県高松市上林町
413-2

大阪
大阪府堺市中区
深井水池町3274
番花房ビル3階

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和3年7月15日、公安委員会からの通知を端緒に監査を実施。2件の違
反が認められた。（1）点呼の実施違反【未実施】（貨物自動車運送事
業輸送安全規則（以下「安全規則」）第7条第1項～第3項）、（2）
「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及
び監督の指針」による運転者に対する指導及び監督違反【大部分不適
切】（安全規則第10条第1項）

3 3

貨物 2021 10 21
株式会社天領（法人番号
8120001050173）代表
者天野俊則

大阪府大阪市西淀川区
中島2丁目8番5

本社
大阪府大阪市西
淀川区中島2丁目
8番5

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法第9条第3項前段

令和3年3月18日、公安委員会からの通知を端緒に監査を実施。7件の違
反が認められた。（1）事業計画変更事前届出違反【各営業所に配置す
る事業用自動車の種別ごとの数違反】（貨物自動車運送事業法施行規
則第6条第1項第1号）、（2）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の
運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（3）整備
不良車両等【不正改造のもの】（安全規則第3条の2、道路運送車両法
第40条～43条、第47条）、（4）点呼の実施違反【未実施】（安全規則
第7条第1項～第3項）、（5）点呼の記録違反【記載事項等の不備】
（安全規則第7条第5項）、（6）運行指示書【記載事項等の不備】(安
全規則第9条の3第1項～第3項)、（7）「貨物自動車運送事業者が事業
用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に
対する指導及び監督違反【一部不適切】（安全規則第10条第1項）

3 3

貨物 2021 10 22
有限会社サイテック（法
人番号6030002036810)
代表者花輪茂穂

埼玉県狭山市東三ﾂ木
165-1

三重営業所
三重県鈴鹿市国
府町7651番地14

輸送施設の使用停止
(30日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和3年3月16日､監査方針に基づき､監査を実施｡5件の違反が認められ
た｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第4項)､(2)定期点検未実施(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
3条の2)､(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第1項及び第2項)､(4)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条第5項)､(5)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第9条の5第1項)

3 3



貨物 2021 10 22

サンワリューツー株式会
社（法人番号
2180301014027) 代表
者飯田武司

愛知県刈谷市一里山町
家下80

本社営業所
愛知県豊明市栄
町神田143番1

輸送施設の使用停止
(90日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和3年2月12日､監査方針に基づき､監査を実施｡11件の違反が認められ
た｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第4項)､(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録不実記載(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第5項)､(4)運行記録計による記録義務違反(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第9条)､(5)運行指示書の作成義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)､(6)運転者台帳の作成義務違
反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(7)運転者台帳の
記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(8)
運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
10条第1項)､(9)運転者に対する指導監督記録記載事項不備(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(10)特定の運転者に対する運転適
性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(11)運行
管理補助者の要件違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項)

9 9

貨物 2021 10 22
株式会社池田運送(法人
番号5350001013333)代
表者池田道幸

宮崎県都城市太郎坊町
1653-1

本社営業所
宮崎県都城市太
郎坊町1653-1

輸送施設の使用停止
(10日車)

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

令和3年7月26日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)過積載運送
(貨物自動車運送事業法第17条第3項)

1 1

タクシー 2021 10 22
明星交通有限会社(法人
番号9120102012154)
代表者中川貴人

大阪府大阪市東住吉区
矢田7丁目10－1

本社
大阪府大阪市東
住吉区矢田7丁目
10－1

輸送施設の使用停止
(20日車)

道路運送法第27条第
3項

令和3年3月17日及び同年3月23日、労働局からの通報を端緒として監査
を実施。4件の違反が認められた。(1)｢旅客自動車運送事業運輸規則第
21条第1項の規定に基づき、事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務
時間に係る基準｣の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規
則｣)第21条第1項)、(2)疾病疲労等のおそれのある乗務(運輸規則第21条
第5項)、(3)点呼の記録義務違反【記載事項の不備】(運輸規則第24条第
5項)、(4)運行管理者の講習(一般講習)受講義務違反)(運輸規則第48条
の4第1項)

2 2

貨物 2021 10 25

トランコムＤＳ株式会社
（法人番号
6180001059161）代表
者松葉純也

愛知県名古屋市東区葵
１丁目１９番３０号

海老名セン
ター

神奈川県海老名
市上今泉５－２
７－４５

事業停止（7日間）、
輸送施設の使用停止
（１0日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第22条

無免許運転の下命があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、
令和2年9年11日、監査を実施。2件の違反が認められた。（１）運転者
に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1
項）、（２）運行管理者に対する指導及び監督違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第22条）

1 1

貨物 2021 10 25

株式会社セブンピースロ
ジスティック（法人番号
5021001031738）代表
者林誠

東京都品川区勝島１－
３－４９加瀬ビル１１
６ ７Ｆ

埼玉
埼玉県さいたま
市岩槻区上野６
丁目１１－２２

事業停止（60日
間）、輸送施設の使
用停止（20日車）、
輸送の安全確保命令

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

法令違反の疑いがあることを端緒として、令和2年10月21日、同年11月
5日及び同年12月11日、監査を実施。6件の違反が認められた。（１）
乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第
4項）、（２）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第7条）、（３）乗務等の記録保存義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第8条第1項）、（４）運転者に対する指導監督違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（５）名義貸し（貨物自動
車運送事業法第27条第1項）、（６）事業計画の変更認可違反（貨物自
動車運送事業法第9条第1項）

62 62

貨物 2021 10 25
三栄運送有限会社（法人
番号3130002013901）
代表者三科仁昭

京都府京都市伏見区醍
醐柿原1-1

本社
京都府京都市伏
見区醍醐柿原1-1

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条1項

令和3年6月22日及び同年9月21日、公安委員会からの通報を端緒に監査
を実施。9件の違反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業
用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4
項）、（2）点呼の実施違反【未実施】（安全規則第7条第1項～第3
項）、（3）点呼の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5
項）、（4）（5）乗務等の記録違反【記載事項等の不備】及び【記録
の保存】（安全規則第8条）、（6）（7）運行記録計による記録違反
【記録】及び【記録の保存】（安全規則第9条）、（8）「貨物自動車
運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指
針」（以下「指導監督告示」）による運転者に対する指導及び監督違
反【一部不適切】（安全規則第10条第1項）、（9）指導監督告示によ
る運転者に対する特別な指導及び運転適性診断受診義務違反【運転適
性診断の受診状況】（安全規則第10条第2項）

0 0

貨物 2021 10 25
株式会親幸産業(法人番
号8260001009370）
代表者藤井忠広

岡山県岡山市南区新保
768-7

本社
岡山県岡山市南
区新保768-7

輸送施設の使用停止
（10日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第2
号及び同条第4項

令和2年11月5日、同年12月11日及び同年12月23日、情報提供を端緒と
して監査を実施。2件の違反が認められた。(1)整備管理者の研修受講義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条
の4）、(2)点呼の記録事項義務違反（安全規則第7条第5項）

1 1

タクシー 2021 10 25

島田タクシー有限会社
（法人番号
3080002013634) 代表
者大石浤司

静岡県島田市横井2丁目
11番22号

本社営業所
静岡県島田市横
井2丁目4977-9

輸送施設の使用停止
(40日車)及び文書警
告

旅客自動車運送事業
運輸規則第19条の2

令和3年4月30日、監査方針に基づき、監査を実施。7件の違反が認めら
れた。(1)損害賠償保険締結義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第19
条の2)､(2)点呼の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第24
条第5項)､(3)事故の記録記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則
第26条の2)､(4)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1項)､(5)特定の運転者に対する指導義務違反(旅客自
動車運送事業運輸規則第38条第2項)､(6)特定の運転者に対する運転適性
診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)､(7)一般講習受
講義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第48条の4第1項)

4 4

タクシー 2021 10 25

磐田タクシー株式会社
（法人番号
5080401015700) 代表
者鈴木邦彦

静岡県磐田市見付2828
番地の1

本社営業所
静岡県磐田市見
付2828番地の1

輸送施設の使用停止
(82日車)及び文書警
告

旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第5
項

令和3年6月9日、監査方針に基づき、監査を実施。6件の違反が認めら
れた。(1)健康診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第5項)､
(2)点呼の実施義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第1項及び
第2項)､(3)乗務員台帳の記載事項等不備(旅客自動車運送事業運輸規則
第37条第1項)､(4)特定の運転者に対する指導義務違反(旅客自動車運送
事業運輸規則第38条第2項)､(5)特定の運転者に対する運転適性診断未受
診(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)､(6)補助者の要件違反(旅
客自動車運送事業運輸規則第47条の9第3項)

9 9

タクシー 2021 10 25

袋井タクシー株式会社
（法人番号
9080401017305) 代表
者鈴木邦彦

静岡県袋井市山科2971
番地の1

本社営業所
静岡県袋井市山
科字池ﾉ谷2971番
地の1

輸送施設の使用停止
(70日車)及び文書警
告

旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第5
項

令和3年6月8日、監査方針に基づき、監査を実施。4件の違反が認めら
れた。(1)健康診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第5項)､
(2)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38
条第1項)､(3)特定の運転者に対する指導義務違反(旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第2項)､(4)特定の運転者に対する運転適性診断未受診
(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)

18 7

タクシー 2021 10 25
中部交通株式会社（法人
番号2200001013961)
代表者藤墳寛富

岐阜県大垣市日の出町2
丁目1番地

本社営業所
岐阜県大垣市日
の出町2丁目1番
地

輸送施設の使用停止
(20日車)

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第2
項

令和3年7月29日、監査方針に基づき、監査を実施。2件の違反が認めら
れた。(1)特定の運転者に対する指導義務違反(旅客自動車運送事業運輸
規則第38条第2項)､(2)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(旅客
自動車運送事業運輸規則第38条第2項)

2 2

貨物 2021 10 26
株式会社平山商事（法人
番号2130001015486）
代表者平山秀一

京都府京都市伏見区中
島堀端町108番地

本社
京都府宇治市槇
島町目川173番

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和3年3月17日、公安委員会からの通知を端緒に監査を実施。7件の違
反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者
の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）点呼の実施
違反【未実施】（安全規則第7条第1項～第3項）、（3）点呼の記録違
反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、（4）乗務等の記録
違反【記載事項等の不備】（安全規則第8条）、（5）運行記録計によ
る記録違反【記録】（安全規則第9条）、（6）運行指示書【作成、指
示又は携行の義務違反】(安全規則第9条の3第1項～第3項)、（7）「貨
物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監
督の指針」による運転者に対する指導及び監督違反【一部不適切】
（安全規則第10条第1項）

2 2



貨物 2021 10 26
有限会社三光物流（法人
番号1500002009392)
代表者坂本進

愛媛県松山市堀江町甲
953-1

本社営業所
愛媛県松山市堀
江町甲953-1

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和3年8月5日、労働局からの通報を端緒として監査を実施したとこ
ろ、2件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が不適
切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度を超え、また所定
の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4
項）、(2)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、１箇月の拘
束時間の限度を超えて乗務していた者があったこと（安全規則第3条第
4項）

3 3

貨物 2021 10 26

株式会社ＵＭトータル
サービス（法人番号
5470001014831) 代表
者植田貢

香川県高松市三谷町
2128-5

本社営業所
香川県高松市三
谷町2128-5

輸送施設の使用停止
（90日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号、第4項

令和3年7月26日、貨物自動車運送事業に関する監査方針に基づき監査
を実施したところ、8件の違反が確認された。(1)運転者の勤務時間及び
乗務時間に従った乗務割等を定めていなかったこと（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、(2)運転者の過
労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間及び連続運転時
間の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務
していた者があったこと（安全規則第3条第4項）、(3)運転者の過労防
止に関する措置が不適切であり、１箇月の拘束時間の限度を超えて乗
務していた者があったこと（安全規則第3条第4項）、(4)運転者の過労
防止に関する措置が不適切であり、運転者が一の運行における最初の
勤務を開始してから最後の勤務を終了するまでの時間が144時間を超え
ていた者がいたこと（安全規則第3条第4項）、(5)運転者に対する点呼
が確実になされていなかったこと（安全規則第7条第1項、第2項、第3
項）、(6)運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であった
こと（安全規則第7条第5項）、(7)運行記録計による記録が確実になさ
れていなかったこと（安全規則第9条）、(8)運行指示書を作成していな
かったこと（安全規則第9条の3第1項、第2項、第3項）

9 9

貨物 2021 10 27

昭和運輸株式会社（法人
番号５４６０００１００
０７９０） 代表者小林
博堅

北海道釧路郡釧路町中
央１丁目１番地

本社営業所
北海道釧路郡釧
路町中央１丁目
１番地

文書警告
貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

令和３年１０月５日、公安委員会からの通報等を端緒として監査を実
施。３件の違反が認められた。（１）運転者台帳の記載事項義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第９条の５
第１項）、（２）退職者等運転者台帳の保存義務違反（安全規則第９
条の５第２項）、（３）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則
第１０条第１項）

0 0

貨物 2021 10 27

株式会社笠原産業運輸
（法人番号
3080101008329) 代表
者笠原修

静岡県富士市八代町5-
28

本社営業所
静岡県富士市八
代町5-28(61)

輸送施設の使用停止
(130日車)及び文書警
告並びに輸送の安全
確保命令

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和3年6月2日及び令和3年6月15日､関係機関からの情報を端緒として､
監査を実施｡12件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違
反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)健康診断未受診
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)､(3)整備管理者の研修受
講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4)､(4)点呼の実施
義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(5)
運転者台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5
第1項)､(6)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第9条の5第1項)､(7)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(8)特定の運転者に対する運転適
性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(9)特別
講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)､(10)
一般講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1
項)､(11)運行管理補助者の要件違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第18条第3項)､(12)事業報告書及び輸送実績報告書未提出(貨物自動車運
送事業法第60条第1項)

13 13

タクシー 2021 10 27

成長タクシー株式会社
（法人番号
6420001001585） 代
表者成田謙一

青森県青森市大字新城
字山田681番地1

本社営業所
青森県青森市大
字新城字山田681
番地1

輸送施設の使用停止
（10日車）及び文書
警告

道路運送法第27条第
3項

令和3年1月26日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として監査を実
施した結果、2件の違反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義
務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下｢運輸規則｣）第38条第1
項）、（2）運転者に対する指導監督の記録違反（運輸規則第38条第1
項）

1 1

タクシー 2021 10 27

佐伯タクシー株式会社
(法人番号
1240001003860） 代
表者山下優治

広島県広島市佐伯区利
松1丁目13-21

千同橋営業
所

広島県広島市佐
伯区五日市中央5
丁目7-17

輸送施設の使用停止
（20日車）及び文書
警告

道路運送法第27条第
3項

令和2年10月22日及び同年12月4日、死亡事故を端緒として監査を実
施。11件の違反が認められた。(1)疾病・疲労等のおそれのある乗務禁
止違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第21条第5
項）、(2)点呼の実施義務違反（運輸規則第24条第1項及び第2項）、(3)
点呼の記録義務違反（運輸規則第24条第5項）、(4)点呼の記録事項義
務違反（運輸規則第24条第5項）、(5)乗務等の記録事項義務違反（運
輸規則第25条第3項及び第4項）、(6)運行記録計による記録義務違反
（運輸規則第26条第2項）、(7)乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸
規則第37条第1項）、(8)運転者に対する指導監督義務違反（運輸規則
第38条第1項）、(9)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反（運
輸規則第38条第1項）、(10)特定の運転者に対する特別な指導義務違反
（運輸規則第38条第2項）、(11)特定の運転者に対する適性診断受診義
務違反（運輸規則第38条第2項）

2 2

貨物 2021 10 28

岐阜名古屋貨物運輸株式
会社（法人番号
9200001010969) 代表
者辻正雄

岐阜県羽島郡笠松町円
城寺字小柳587

本社営業所
岐阜県羽島郡笠
松町円城寺字小
柳587

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和3年10月19日､監査方針に基づき､監査を実施｡3件の違反が認められ
た｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第4項)､(2)運行管理者の解任届出違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第19条)､(3)事業報告書及び輸送実績報告書未提出(貨物自動車
運送事業法第60条第1項)

0 0

貨物 2021 10 28

株式会社ヒーリング（法
人番号
5120901037652）代表
者十川武典

大阪府摂津市新在家1丁
目28番10-202号

本社
大阪府摂津市新
在家1丁目28番
10-202号

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(駐
停車違反)が過去1年以内に3件に達した。（1）運転者の指導監督義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2021 10 28
株式会社千里急配（法人
番号9120901027476）
代表者住山誠一

大阪府豊中市勝部1丁目
12番17号

中央
大阪府大阪市港
区福崎2丁目1番
36号

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(駐
停車違反)が過去1年以内に3件に達した。（1）運転者の指導監督義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2021 10 28
株式会社丸忠（法人番号
8120101050874）代表
者山田忠孝

大阪府泉北郡忠岡町高
月北2丁目15番29号

本社
大阪府泉北郡忠
岡町高月北2丁目
15番29号

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(駐
停車違反)が過去1年以内に3件に達した。（1）運転者の指導監督義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0



貨物 2021 10 29
株式会社永友（法人番号
9010601039205）代表
者福田正己

東京都江戸川区南葛西
６丁目３３－８

茨城
茨城県坂東市沓
掛５７３８－１

事業停止（茨城営業
所33日間、東京本社
営業所3日間）、輸送
施設の使用停止274日
車（茨城営業所）、
輸送の安全確保命令

貨物自動車運送事業
法第27条第1項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和元年10月2日、同年
12月16日、令和2年1月17日、同年2月7日、監査を実施。16件の違反が
認められた。（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第4項）、（２）乗務時間等告示なお書きの遵守違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（３）疾病のお
それのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、
（４）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条）、（５）点呼の記録の改ざん・不実記載（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条第5項）、（６）乗務等の記録事項違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（７）乗務等の記録の改ざん・
不実記載（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（８）運
行記録計による記録の改ざん・不実記録（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第9条）、（９）運行指示書の記載事項違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第9条の3）、（１０）運転者に対する指導監督違反等
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（１１）定期点検
整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2）、（１
２）整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条の4）、（１３）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第23条第1項）、（１４）名義貸し（貨物自動車
運送事業法第27条第1項）、（１５）事業計画の変更認可違反（貨物自
動車運送事業法第9条第1項）、（１６）報告義務違反（貨物自動車運
送事業法第60条第1項）

60 60

貨物 2021 10 29
株式会社雅興業（法人番
号5160001014458）代
表者仁木克洋

滋賀県栗東市高野267番
地2

本社
滋賀県栗東市高
野267番地2

輸送施設の使用停止
（25日車）

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

令和3年5月25日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。13件の違
反が認められた。（1）事業計画変更認可違反【乗務員の休憩・睡眠施
設の位置及び収容能力違反】（貨物自動車運送事業法施行規則（以下
「施行規則」）第2条第1項第5号）、（2）事業計画変更事前届出違反
【各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数違反】（施行規則
第6条第1項第1号）、（3）事業計画変更事後届出違反【主たる事務所
の名称及び位置の変更違反】（施行規則第7条第1項第1号）、（4）事
業計画変更事後届出違反【営業所又は荷扱所の名称、位置（利用運送
のみに係るもの及び運輸局長が指定する区域内におけるものに限
る。）の変更違反】（施行規則第7条第1項第2号、第3号）、（5）運賃
及び料金（個人を対象とするものに限る。）、運送約款等の無掲示
（貨物自動車運送事業法第11条）、（6）疾病、疲労等のおそれのある
乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第
6項）、（7）点検整備違反【定期点検整備等の未実施】（安全規則第3
条の2、道路運送車両法第48条）、（8）整備管理者の研修受講義務違
反【研修未受講】（安全規則第3条の4）、（9）点呼の実施違反【未実
施】（安全規則第7条第1項～第3項）、（10）点呼の記録違反【記載事
項等の不備】（安全規則第7条第5項）、（11）乗務等の記録違反【記
載事項等の不備】（安全規則第8条）、（12）運行管理規程の制定違反
（安全規則第21条第1項、第2項）、（13）報告義務違反（貨物自動車
運送事業法第60条第1項）

3 3

貨物 2021 11 1
株式会社久秀陸運（法人
番号6400001003955）
代表者久保秀道

岩手県紫波郡矢巾町流
通センター南1丁目6番3
号

北上営業所
岩手県北上市相
去町旧舘沢18-2

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和3年10月26日及び28日、監査方針を端緒として監査を実施した結
果、2件の違反が認められた｡（1）初任運転者に対する指導監督義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第10条第2
項）、（2）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第10
条第2項）

0 0

貨物 2021 11 1
清興運輸株式会社（法人
番号3010601011004)
代表者黒澤明

東京都墨田区立花5-19-
6

刈谷営業所
愛知県豊明市阿
野町稲葉74-11

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

令和3年10月6日及び令和3年10月13日､監査方針に基づき､監査を実施｡
1件の違反が認められた｡(1)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第10条第1項)

0 0

貨物 2021 11 1

アートバンライン株式会
社（法人番号
5120901015088）代表
者寺田寿男

大阪府大阪市中央区城
見1丁目2番27号

此花
大阪府大阪市此
花区北港白津2丁
目5-33

輸送施設の使用停止
(10日車)

貨物自動車運送事業
法第17条第１項第１
号

令和3年7月6日、労働局からの通報を端緒に監査を実施。5件の違反が
認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤
務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）（3）点呼の実
施違反【未実施】及び【不適切】（安全規則第7条第1項～第3項）、
（4）（5）運行指示書【作成、指示又は携行の義務違反】及び【記載
事項等の不備】(安全規則第9条の3第1項～第3項)

1 1

貨物 2021 11 1
株式会社東徳運輸（法人
番号6122001009218）
代表者松澤憲司

大阪府東大阪市布市町3
丁目4番1号

本社
大阪府東大阪市
布市町3丁目4番1
号

輸送施設の使用停止
（50日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第１項第１
号

令和3年4月23日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。6件の違
反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者
の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）点呼の実施
違反【未実施】（安全規則第7条第1項～第3項）、（3）点呼の記録違
反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、（4）運行指示書
【作成、指示又は携行の義務違反】(安全規則第9条の3第1項～第3
項)、（5）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して
行う指導及び監督の指針」（以下「指導監督告示」）による運転者に
対する指導及び監督違反【一部不適切】（安全規則第10条第1項）、
（6）指導監督告示による運転者に対する特別な指導及び運転適性診断
受診義務違反【運転適性診断の受診状況】（安全規則第10条第2項）

5 5

タクシー 2021 11 1

株式会社玄海タクシー
（法人番号
7300001007651）代表
者楠田愁一郎

佐賀県東松浦郡玄海町
大字新田1805-2

本社営業所
佐賀県東松浦郡
玄海町大字新田
1805-2

文書警告、文書勧告
道路運送法第27条第
3項

令和3年9月9日、監査実施。6件の違反が認められた。(1)乗務時間等の
基準の遵守違反（旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21
条第1項）、(2)乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第25条）、(3)乗
務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条第1項）、(4)運転者に
対する指導監督違反（運輸規則第38条第1項）、(5)指導主任者の届出
義務違反(運輸規則第68条第1項第3号)、(6)指導主任者の転任（退任）
届出義務違反(運輸規則第68条第1項第4号)

0 0



貨物 2021 11 2

みやび運輸株式会社（法
人番号
6040001030301）代表
者東本利秋

東京都江戸川区東瑞江
１－２９－３ クレイ
ンヨシヌマ３０１

本社
千葉県市川市福
栄３－１９－１
－１０６

許可の取消し
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第18条
第1項

行政処分等を受けたにもかかわらず改善が認められないことを端緒と
して、令和3年2月10日及び同年3月15日、監査を実施。19件の違反が
認められた。（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第4項）、（２）疾病のおそれのある乗務（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（３）点呼の実施義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（４）乗務等の記録義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（５）運転者
に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1
項）、（６）初任・高齢運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第10条第2項）、（７）初任・高齢運転者に対する
適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項）、（８）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条の2）、（９）点検整備記録簿の保存義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第3条の2）、（１０）整備管理者の研修受講義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4）、（１１）運行
管理者の選任違反（貨物自動車運送事業法第18条第1項）、（１２）運
行管理者の選任（解任）届出違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第19条）、（１３）輸送の安全確保の命令違反（貨物自動車運送事業
法第23条）、（１４）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業
法第9条第1項）、（１５）事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事
業法第9条第3項）、（１６）事業計画事後届出違反（貨物自動車運送
事業法第9条第3項）、（１７）事業の適確な遂行に係る遵守事項のう

107 81

貨物 2021 11 2
明星運送株式会社（法人
番号9011702011531）
代表者浅木正雄

東京都江戸川区西瑞江
４－２５－１１－４０
４

本社
東京都江戸川区
東瑞江２－２２
－５９

許可の取消し
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

行政処分等を受けたにもかかわらず改善が認められないことを端緒と
して、令和2年12月15日、同年12月22日及び令和3年4月7日、監査を実
施。22件の違反が認められた。（１）疾病のおそれのある乗務（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（２）点呼の実施義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（３）アルコール検知
器備え義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第4項）、
（４）乗務等の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条
第1項）、（５）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第8条第1項）、（６）運行記録計による記録義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第9条）、（７）運転者台帳の作成義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項）、（８）運転者に
対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1
項）、（９）高齢運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第2項）、（１０）初任・高齢運転者に対する適性
診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、
（１１）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第3条の2）、（１２）点検整備記録簿の保存義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第3条の2）、（１３）運行管理規程の制定違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第21条）、（１４）事業計画の変
更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、（１５）事業計画
事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）、（１６）事業計
画事後届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）、（１７）運送

83 77

貨物 2021 11 2

有限会社ショウエイエン
ジニアリング（法人番号
6030002056874）代表
者小西洋一

埼玉県北足立郡伊奈町
小室６９３０－１

本社
埼玉県北足立郡
伊奈町小室６９
３０番地１

輸送施設の使用停止
（15日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

無免許運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和3年
4月26日及び同年5月26日、監査を実施。4件の違反が認められた。
（１）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条）、（２）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第1項）、（３）定期点検整備の実施違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第3条の2）、（４）整備管理者の選任（変更）
届出違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両
法第52条）

2 2

貨物 2021 11 2
有限会社上村商事（法人
番号3060002035829）
代表者上村大輔

栃木県足利市駒場町８
９９－４

本社
栃木県足利市駒
場町８９９－４

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

死亡事故を引き起こしたことを端緒として、令和3年4月23日及び同年5
月10日、監査を実施。7件の違反が認められた。（１）乗務時間等告示
の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（２）
疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6
項）、（３）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条）、（４）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第8条第1項）、（５）運行記録計による記録義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第9条）、（６）運転者に対する指導監督違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（７）整備管理
者の選任（変更）届出違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の
2、道路運送車両法第52条）

2 2

貨物 2021 11 2

南総安房運輸株式会社
（法人番号
8040001073678）代表
者石川正益

千葉県館山市那古１６
２８－１

鴨川
千葉県鴨川市花
房６４４－１

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和3年10
月5日、監査を実施。1件の違反が認められた。（１）運転者に対する
指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2021 11 2
大和運送株式会社（法人
番号5120901002235)
代表者栗尾尚孝

大阪府茨木市五日市1-
6-3

中部営業所
岐阜県大垣市神
明三丁目8番

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和3年10月26日､監査方針に基づき､監査を実施｡2件の違反が認められ
た｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第4項)､(2)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
3条第6項)

0 0

貨物 2021 11 2

だるま運輸株式会社（法
人番号
4120001152799）代表
者河村敏之

大阪府交野市私部7丁目
2141番地1

本社
大阪府交野市私
部7‐2141‐1

輸送施設の使用停止
(100日車)

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

令和3年5月11日及び同年5月24日、公安委員会からの通報を端緒に監査
を実施。7件の違反が認められた。（1）事業計画変更認可違反【自動
車車庫の位置及び収容能力違反】（貨物自動車運送事業法施行規則第2
条第1項第4号）、（2）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者
の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（3）疾病、疲労
等のおそれのある乗務（安全規則第3条第6項）、（4）点呼の実施違反
【未実施】（安全規則第7条第1項～第3項）、（5）乗務等の記録違反
【記載事項等の不備】（安全規則第8条）、（6）「貨物自動車運送事
業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」（以
下「指導監督告示」）による運転者に対する指導及び監督違反【一部
不適切】（安全規則第10条第1項）、（7）指導監督告示による運転者
に対する特別な指導及び運転適性診断受診義務違反【運転適性診断の
受診状況】（安全規則第10条第2項）

10 10

貨物 2021 11 2

有限会社Ｓｅｃｏｎｄ
Ｌｉｎｅ運輸(法人番号
5260002026640） 代
表者川崎満也

岡山県井原市高屋町340
番地1

有限会社Ｓ
ｅｃｏｎｄ
Ｌｉｎｅ運
輸

岡山県井原市高
屋町340番地1

輸送施設の使用停止
（110日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号、同項第2号及び
同条第4項

令和3年1月28日、同年3月11日及び同年3月24日、情報提供を端緒とし
て監査を実施。10件の違反が認められた。(1)疾病・疲労等のおそれの
ある乗務禁止違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第6項）、(2)整備管理者の変更未届出違反（安全規則第3
条の2）、(3)事業用自動車の定期点検整備の記録義務違反（安全規則第
3条の2）、(4)点呼の記録事項義務違反（安全規則第7条第5項）、(5)乗
務等の記録事項義務違反（安全規則第8条第1項）、(6)運行記録計によ
る記録義務違反（安全規則第9条）、(7)運転者に対する指導監督義務違
反（安全規則第10条第1項）、(8)運転者に対する指導監督の記録義務
違反（安全規則第10条第1項）、(9)特定の運転者に対する特別な指導
義務違反（安全規則第10条第2項）、(10)特定の運転者に対する適性診
断受診義務違反（安全規則第10条第2項）

11 11



タクシー 2021 11 2

新協第一交通株式会社
（法人番号
3290001035583）代表
者稲益強

福岡県福岡市東区松島
3-1-7

本社営業所
福岡県福岡市東
区松島3-1-4-1

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和3年10月18日、監査実施。2件の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条）、
(2)運転者に対する指導監督違反（運輸規則第38条第1項）

0 0

貸切バス 2021 11 2

有限会社やくも観光（法
人番号
5280002006087） 代
表者糸賀雅樹

島根県出雲市知井宮町
985-6

知井宮
島根県出雲市知
井宮町985-6

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和3年10月8日、継続監視の監査対象であることを端緒として監査を
実施。1件の違反が認められた。運転者に対する指導監督の記録義務違
反（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

貨物 2021 11 4

株式会社高速トラフィッ
ク(法人番号
1260001011011） 代
表者森山祐枝

岡山県岡山市南区浦安
本町94番地1

本社営業所
岡山県岡山市南
区浦安本町94-1

輸送施設の使用停止
（85日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号、同項第2号及び
同条第4項

令和2年10月15日及び同年12月17日、情報提供を端緒として監査を実
施。10件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、(2)疾
病・疲労等のおそれのある乗務禁止違反（安全規則第3条第6項）、(3)
事業用自動車の定期点検整備義務違反（安全規則第3条の2）、(4)事業
用自動車の定期点検整備記録の保存義務違反（安全規則第3条の2）、
(5)整備管理者の研修受講義務違反（安全規則第3条の4）、(6)点呼の実
施義務違反（安全規則第7条第1項及び第2項）、(7)点呼の記録事項義
務違反（安全規則第7条の5）、(8)乗務等の記録事項義務違反（安全規
則第8条第1項）、(9)運転者台帳の記載事項義務違反（安全規則第9条
の5第1項）、(10)運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条
第1項）

9 9

貨物 2021 11 4
丸大運送有限会社（法人
番号8480002008135)
代表者大西勇

徳島県小松島市立江町
鍋寺71

本社営業所
徳島県小松島市
立江町鍋寺70-1

輸送施設の使用停止
（30日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号、第4項

令和3年7月2日及び同年同月7日、労働局からの通報を端緒として監査
を実施したところ、7件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関
する措置が不適切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度を
超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者
があったこと（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）、(2)運転者の過労防止に関する措置が不適切であ
り、１箇月の拘束時間の限度を超えて乗務していた者があったこと
（安全規則第3条第4項）、(3)運転者に対する点呼が確実になされてい
なかったこと（安全規則第7条第1項、第2項、第3項）、(4)運転者に対
する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと（安全規則第7条
第5項）、(5)運転者の乗務について定められた事項の記録が不適切で
あったこと（安全規則第8条）、(6)新たに雇い入れした運転者に対して
法令で定められた適性診断を受診させていなかったこと（安全規則第
10条第2項）、(7)運行管理者に対して、法令で定められた講習を受講
させていなかったこと（安全規則第23条第1項）

3 3

タクシー 2021 11 4
枚岡交通株式会社(法人
番号4122001006068)
代表者今川哲嗣

大阪府東大阪市古箕輪1
丁目3番7号

本社
大阪府東大阪市
古箕輪1丁目3番7
号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和3年10月5日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。2件の違反
が認められた。(1)苦情処理の記録、保存義務違反【記録なし】(旅客自
動車運送事業運輸規則(以下、｢運輸規則｣)第3条第2項)、(2)｢旅客自動
車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指
針｣による運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)

0 0

貸切バス 2021 11 4

ユタカ交通株式会社（法
人番号
9120901020084 ）代表
者末永政敏

大阪府池田市住吉2丁目
1番24号

九州支店
長崎県佐世保市
棚方町273番地1

文書警告

道路運送法（以下｢
法｣）第15条第3項、
法第27条第3項、道
路運送車両法第52条

令和3年10月4日、監査実施。7件の違反が認められた。(1）事業計画事
前変更届出違反(道路運送法第15条第3項)、(2)点呼の記録事項義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」)第24条第5項）、
(3)乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第25条）、(4)運送引受書の記
載事項不備違反（運輸規則第7条の2第1項）、(5)乗務員台帳の記載事
項義務違反（運輸規則第37条第1項）、(6)運転者に対する指導監督違
反（運輸規則第38条第1項）、(7)整備管理者の選任（変更）未届出違
反（運輸規則第45条、道路運送車両法第52条）

25 0

貨物 2021 11 5

明真運輸株式会社（法人
番号９４４０００１００
４５５０） 代表者表眞
二

北海道函館市西桔梗町
８６３番地の４

本社営業所
北海道函館市西
桔梗町８６３番
地の４

輸送施設の使用停止
（１０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

令和３年４月２０日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を
端緒として監査を実施。３件の違反が認められた。（１）点呼の記録
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第
７条第５項）、（２）事故の記録事項義務違反（安全規則第９条の
２）、（３）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第１０条第
１項）

1 1

貨物 2021 11 8
株式会社丸中（法人番号
3080002015003) 代表
者中村敦

静岡県牧之原市白井
360-1

本社営業所
静岡県牧之原市
白井字枇杷田
360-1

輸送施設の使用停止
(60日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和3年5月11日､死亡事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡7件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)点呼の実施義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)､(3)点呼
の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(4)
運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3
第1項)､(5)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第1項)､(6)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(7)特定の運転者に対する運転
適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)

6 6

貨物 2021 11 8

株式会社ディーアイ
ディー（法人番号
7180001083144) 代表
者国本実

愛知県一宮市常願通5丁
目20番地の1

羽島営業所
岐阜県羽島市竹
鼻町飯柄477番地
1

輸送施設の使用停止
(25日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の2

令和3年7月2日､監査方針に基づき､監査を実施｡4件の違反が認められ
た｡(1)定期点検未実施(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)､(2)
点呼の実施不適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第
2項)､(3)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第
5項)(4)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第5項)

3 3

貨物 2021 11 8
株式会社中村物流（法人
番号5080401021013)
代表者沖田雅司

静岡県浜松市北区引佐
町奥山231番地の4

本社営業所
静岡県浜松市中
区曳馬3丁目14-8

輸送施設の使用停止
(80日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和3年5月24日､監査方針に基づき､監査を実施｡8件の違反が認められ
た｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第
1項第4号)､(2)点検整備記録簿等の記載事項不適切(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条の2)､(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条第1項及び第2項)､(4)乗務等の記録記載事項不備(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(5)運行記録計による記録義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(6)運転者台帳の記載事項等
不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(7)一般講習受
講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)､(8)事業報
告書及び輸送実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項)

8 8



貨物 2021 11 8

セーフティーサービス株
式会社（法人番号
4200001016260) 代表
者窪田直樹

岐阜県揖斐郡池田町萩
原字鐘鋳場864番地1

富士営業所
静岡県富士市栁
島153-1ｺｰﾎﾟﾍﾞﾙﾗ
ｲｽﾞ503

輸送施設の使用停止
(30日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第6条第1
項第1号

令和3年5月7日､公安委員会からの通知を端緒として､監査を実施｡14件
の違反が認められた｡(1)配置車両数違反(貨物自動車運送事業法施行規
則第6条第1項第1号)､(2)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第3条第4項)､(3)健康診断未受診(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第3条第6項)､(4)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条の4)､(5)点呼の実施義務違反(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)､(6)点呼の
記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(7)乗
務等の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(8)運行
記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､
(9)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条
の3第1項)､(10)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第9条の5第1項)､(11)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(12)運転者に対する指導監督
記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(13)特定
の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第10条第2項)､(14)運行管理者に対する指導監督義務違反(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第22条)

3 3

貨物 2021 11 8
有限会社堀運送（法人番
号2350002004243）
代表者堀義和

宮崎県宮崎市大字細江
字長見通3413-1

本社営業所
宮崎県宮崎市大
字細江字長見通
3413-1

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

令和3年7月26日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)過積載運送
(貨物自動車運送事業法第17条第3項)

2 2

貨物 2021 11 9
株式会社天童運送（法人
番号4390001004676）
代表者斎藤美枝子

山形県天童市清池東2丁
目1番14号

本社営業所
山形県天童市清
池東2丁目1番14
号

文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第4項

令和3年9月2日及び30日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、
2件の違反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第3条第4項）、（2）運転
者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2021 11 9
喜美運送株式会社（法人
番号3380001014116）
代表者菅野喜春

福島県いわき市泉町下
川字大剣1番地の163

本社営業所
福島県いわき市
泉町下川字大剣1
番地の163

輸送施設の使用停止
（30日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第4項

令和2年11月10日及び12月16日、監査方針を端緒として監査を実施し
た結果、4件の違反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第3条第4
項）、（2）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項、第2項、第3
項）、（3）運行指示書の作成義務違反（安全規則第9条の3第1項）、
（4）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）

3 3

貨物 2021 11 9

株式会社保土ヶ谷物流
（法人番号
2020001091539）代表
者七田喜昭

神奈川県横浜市保土ヶ
谷区岡沢町３２１番地
３７

本社

神奈川県横浜市
保土ヶ谷区岡沢
町３２１番地３
７

輸送施設の使用停止
（115日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の2

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和2年12月9日及び令
和3年3月12日、監査を実施。11件の違反が認められた。（１）乗務時
間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4
項）、（２）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条第6項）、（３）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第7条）、（４）運転者に対する指導監督違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（５）初任運転者に対する
指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、
（６）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第2項）、（７）定期点検整備の実施違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条の2）、（８）点検整備記録簿の保
存義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2）、（９）整
備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条
の4）、（１０）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9
条第1項）、（１１）事業の適確な遂行に係る遵守事項のうち社会保険
等に未加入のもの（貨物自動車運送事業法第24条の4）

12 12

貨物 2021 11 9
有限会社齋藤建築（法人
番号4040002073342）
代表者齋藤貴雄

千葉県市原市神代３０
６番地

市原
千葉県市原市青
柳１２３０－１
－１０６

輸送施設の使用停止
（170日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の2

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和3年4月14日、監査
を実施。12件の違反が認められた。（１）疾病のおそれのある乗務
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（２）点呼の実施
義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（３）乗務等
の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、
（４）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条
第1項）、（５）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条）、（６）運転者台帳の作成義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第9条の5第1項）、（７）運転者に対する指導監
督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（８）定期
点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2）、
（９）点検整備記録簿の保存義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条の2）、（１０）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第23条第1項）、（１１）事業の適確な遂行に
係る遵守事項のうち社会保険等に未加入のもの（貨物自動車運送事業
法第24条の4）、（１２）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条
第1項）

17 17

貨物 2021 11 9

株式会社川翔プログレス
（法人番号
9010401062159）代表
者川嶋浩嗣

東京都港区芝浦１－４
－１芝浦ＳＦビル６階

埼玉東
埼玉県越谷市大
成町７－１６４
４－１－１０１

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

無免許運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和3年
5月19日、監査を実施。4件の違反が認められた。（１）疾病のおそれ
のある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（２）
点呼の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5
項）、（３）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第1項）、（４）整備管理者の研修受講義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4）

3 3

貨物 2021 11 9
株式会社新星運輸（法人
番号8070001010389）
代表者瀧野直樹

群馬県高崎市箕郷町柏
木沢１９７１－１２

本社
群馬県高崎市箕
郷町柏木沢１９
７１－１２

輸送施設の使用停止
（59日車）

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

法令違反の疑いがあることを端緒として、令和3年8月5日、同月6日及
び同月19日、監査を実施。1件の違反が認められた。（１）事業計画の
変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）

29 6

貨物 2021 11 9
株式会社エイワ（法人番
号7070002026006）代
表者天川由起子

群馬県渋川市半田５６
３－３

本社
群馬県高崎市箕
郷町柏木沢１９
５３－１

文書警告
貨物自動車運送事業
法第9条第3項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和3年9月14日、監査
を実施。1件の違反が認められた。（１）事業計画事前届出違反（貨物
自動車運送事業法第9条第3項）

0 0

貨物 2021 11 9
有限会社狩野商運（法人
番号3070002026117）
代表者狩野政雄

群馬県北群馬郡吉岡町
北下２７６

本社
群馬県北群馬郡
吉岡町北下２７
６

文書警告
貨物自動車運送事業
法第9条第3項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和3年9月14日、監査
を実施。1件の違反が認められた。（１）事業計画事前届出違反（貨物
自動車運送事業法第9条第3項）

21 0

貨物 2021 11 9

群馬冷凍輸送有限会社
（法人番号
4070002022049）代表
者川上治男

群馬県佐波郡玉村町飯
塚２０５－１１

本社
群馬県佐波郡玉
村町飯塚４６－
２

文書警告
貨物自動車運送事業
法第9条第3項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和3年9月14日、監査
を実施。1件の違反が認められた。（１）事業計画事前届出違反（貨物
自動車運送事業法第9条第3項）

0 0

貨物 2021 11 9
有限会社財本建材（法人
番号9150002000784）
代表者財本一郎

奈良県奈良市東九条町
256-6

本社
奈良県奈良市東
九条町256-4

輸送施設の使用停止
(20日車)

貨物自動車運送事業
法第17条第１項第１
号

令和3年4月6日及び同年6月18日、関係機関からの情報を端緒に監査を
実施。4件の違反が認められた。（1）疾病、疲労等のおそれのある乗
務（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第6
項）、（2）点呼の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5
項）、（3）運行記録計による記録違反【記録】（安全規則第9条）、
（4）運行管理者補助者の要件違反（安全規則第18条第3項）

2 2



貨物 2021 11 9 西辻健一
奈良県橿原市光陽町55
の9

本社
奈良県橿原市光
陽町55番地9

輸送施設の使用停止
(90日車)

貨物自動車運送事業
法第17条第１項第１
号

令和3年3月1日及び同年3月24日、関係機関からの情報を端緒に監査を
実施。11件の違反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用
自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、
（2）疾病、疲労等のおそれのある乗務（安全規則第3条第6項）、
（3）点検整備違反【定期点検整備等の未実施】（安全規則第3条の2、
道路運送車両法（以下「車両法」）第48条）、（4）点検整備記録簿等
の記載違反等【未記載】（安全規則第3条の2、車両法第49条）、（5）
整備管理者の研修受講義務違反【研修未受講】（安全規則第3条の
4）、（6）（7）点呼の実施違反【未実施】及び【不適切】（安全規則
第7条第1項～第3項）、（8）点呼の記録違反【記録】（安全規則第7条
第5項）、（9）（10）乗務等の記録違反【記録】及び【記載事項等の
不備】（安全規則第8条）、（11）運行管理者補助者の要件違反（安全
規則第18条第3項）

9 9

貨物 2021 11 9
株式会社丸麦運輸（法人
番号1120001028192）
代表者麦踏勝吉

大阪府大阪市大正区三
軒家東5-3-17

本社
大阪府大阪市大
正区三軒家東5-
3-17

輸送施設の使用停止
(30日車)

貨物自動車運送事業
法第17条第１項第１
号

令和3年6月16日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。4件の違
反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者
の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）点呼の実施
違反【未実施】（安全規則第7条第1項～第3項）、（3）「貨物自動車
運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指
針」による運転者に対する指導及び監督違反【一部不適切】（安全規
則第10条第1項）、（4）自動車事故報告規則に規定する事故の届出違
反【未届出】（貨物自動車運送事業法第24条）

3 3

タクシー 2021 11 9 太田 耕一 東京都足立区 個人 東京都足立区
輸送施設の使用停止
（44日車）

道路運送法第１３条
令和3年6月30日、法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として調査を
実施。1件の違反が認められた。(1)運送引受義務違反(道路運送法第13
条)

5 5

乗合バス 2021 11 9
西尾交通株式会社（法人
番号2180301023168)
代表者月脚康二

愛知県西尾市平坂町坂
下7番地

バス事業部
営業所

愛知県西尾市平
坂町坂下7番地

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第24条第5
項

令和3年8月17日、監査方針に基づき、監査を実施。5件の違反が認めら
れた。(1)点呼の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第24条
第5項)､(2)乗務等の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第
25条第1項)､(3)運転基準図記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則
第27条第1項)､(4)乗務員台帳の記載事項等不備(旅客自動車運送事業運
輸規則第37条第1項)､(5)輸送実績報告書未提出(道路運送法第94条第1
項)

0 0

乗合バス 2021 11 9
福井鉄道株式会社（法人
番号2210001011931)
代表者村田治夫

福井県越前市北府2丁目
5番20号

嶺北営業所
福井県越前市北
府2丁目6番4号

輸送施設の使用停止
(80日車)

道路運送法第16条第
1項

令和3年8月3日、監査方針に基づき、監査を実施。2件の違反が認めら
れた。(1)事業計画に定める業務の確保違反(道路運送法第16条第1項)､
(2)運行管理者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則
第48条の3)

14 8

貸切バス 2021 11 9

株式会社ナント特殊自動
車(法人番号
2150001010072) 代表
者上田充希

奈良県桜井市大字吉備
469-1

本社営業所
奈良県桜井市大
字吉備469-1

輸送施設の使用停止
(60日車)

道路運送法(以下｢
法｣)第27条第3項

令和3年7月19日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。3件の違反
が認められた。(1)運賃料金事前届出、運賃料金変更事前届出違反(法第
9条の2第1項)、(2)乗務等の記録義務違反【記録事項の不備】(旅客自動
車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第25条第1項、第2項、第4項)、
(3)運行指示書の作成等義務違反【記載事項等の不備】(運輸規則第28条
の2第1項)

12 6

貨物 2021 11 10

青森定期自動車株式会社
（法人番号
4420001000201） 代
表者齋藤武男

青森県青森市大字荒川
字成瀬14番地6号

青森西営業
所

青森県青森市大
字新城字平岡
160ｰ577

輸送施設の使用停止
（120日車）

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第2号、法第
17条第4項

令和2年10月29日及び令和3年9月22日、監査方針を端緒として監査を
実施した結果、3件の違反が認められた｡（1）定期点検整備の実施違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第3条の2及び
道路運送車両法第48条）、（2）点検整備記録簿等の記載違反【不実記
載】（安全規則第3条の2及び道路運送車両法第49条）、（3）運転者に
対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）

12 12

貨物 2021 11 10
株式会社八竜運輸（法人
番号8410001007318）
代表者児玉孝一

秋田県能代市字長崎８
４番地１

本社営業所
秋田県能代市字
長崎８４番地１

輸送施設の使用停止
（20日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第4項

令和2年11月16日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、4件の
違反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第3条第4項）、（2）点呼の実
施義務違反（安全規則第7条第1項、第2項、第3項）、（3）点呼の記録
事項義務違反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、（4）運
転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）

2 2

貨物 2021 11 11
平和運送株式会社（法人
番号9400001014990）
代表者上條幸彦

岩手県岩手郡葛巻町江
刈第10地割130番地6

本社営業所
岩手県岩手郡葛
巻町江刈第10地
割130番地6

文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第4項

令和3年11月9日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、2件の違
反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第3条第4項）、（2）運転者に対
する指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）

0 0

タクシー 2021 11 11 薄田正樹 大阪府大阪市 大阪府大阪市
輸送施設の使用停止
(10日車)

道路運送法(以下｢
法｣)第20条

令和3年7月15日、苦情を端緒として調査を実施。1件の違反が認められ
た。営業区域外旅客運送(法第20条)

1 1

貸切バス 2021 11 11

有限会社トラヤ観光バス
(法人番号
7140002039487) 代表
者上田敬介

兵庫県朝来市和田山町
竹田2126番地1号

本社
兵庫県朝来市和
田山町竹田2126
番地1号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和3年10月8日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。運送引受書の交付義務違反【記載事項の不備】(旅客自
動車運送事業運輸規則第7条の2第1項)

0 0

貨物 2021 11 12

株式会社ジャパンフラッ
クス（法人番号
4080401002402) 代表
者中村隆代

静岡県浜松市東区白鳥
町543

本社営業所
静岡県浜松市東
区白鳥町字西島
543

輸送施設の使用停止
(40日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和3年4月27日､監査方針に基づき､監査を実施｡7件の違反が認められ
た｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第4項)､(2)整備管理者の解任届出違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条の2)､(3)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第9条)､(4)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(5)運転者に対する指導監督記
録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(6)特定の
運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条
第2項)､(7)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第10条第2項)

4 4

貨物 2021 11 12

株式会社ＤＤカンパニー
(法人番号
7260001017449） 代
表者山本大策

岡山県倉敷市茶屋町早
沖1414

本店営業所
岡山県倉敷市茶
屋町早沖1414

輸送施設の使用停止
（70日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第2
号及び同条第4項

令和2年11月18日、令和3年2月10日及び同年3月1日、情報提供を端緒
として監査を実施。6件の違反が認められた。(1)事業用自動車の定期点
検整備義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条の2）、(2)整備管理者の研修受講義務違反（安全規則第3
条の4）、(3)運転者台帳の作成義務違反（安全規則第9条の5第1項）、
(4)運転者台帳の記載事項義務違反（安全規則第9条の5第1項）、(5)運
転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）、(6)運行管
理者の講習受講義務違反（安全規則第23条第1項）

7 7

貨物 2021 11 15
柳原商運株式会社（法人
番号1200001009085)
代表者柳原正博

岐阜県岐阜市鏡島1480
番地9

本店営業所
岐阜県羽島郡岐
南町八剣北3丁目
188番地

輸送施設の使用停止
(140日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和3年4月19日､重傷事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡11件の違反が認められた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運
送事業法施行規則第2条第1項第4号)､(2)健康診断未受診(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第3条第6項)､(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(4)点呼の実施不適切(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(5)点呼の記録不実
記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(6)運転者台帳の作
成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(7)運転
者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第
1項)､(8)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第1項)､(9)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(10)特定の運転者に対する運転
適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(11)運
行管理規程の記載事項不適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第21条
第1項)

14 14



貨物 2021 11 15

出水運輸センター株式会
社（法人番号
7340001011708）代表
者菊池寅峰

鹿児島県出水市野田町
下名3348‐2

大阪
大阪府摂津市鳥
飼本町2‐4‐9

輸送施設の使用停止
(40日車)

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

令和3年6月2日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。4件の違
反が認められた。（1）事業計画変更認可違反【自動車車庫の位置及び
収容能力違反】（貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号）、
（2）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗
務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
（以下「安全規則」）第3条第4項）、（3）点呼の実施違反【未実施】
（安全規則第7条第1項～第3項）、（4）「貨物自動車運送事業者が事
業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者
に対する指導及び監督違反【一部不適切】（安全規則第10条第1項）

4 4

貨物 2021 11 16

株式会社菊地輸送システ
ム（法人番号
1380001017070） 代
表者大木裕司

福島県福島市御山字中
川原11番地の1

本社営業所
福島県福島市北
矢野目字舘53-6

輸送施設の使用停止
（40日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第4項

令和2年12月2日及び21日、監査方針を端緒として監査を実施した結
果、4件の違反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第3条第4項）、（2）
運行記録計による記録義務違反（安全規則第9条）、（3）運行指示書
の記載事項義務違反（安全規則第9条の3第1項）、（4）運転者に対す
る指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）

4 4

貨物 2021 11 16
有限会社旭興産（法人番
号1420002014789）
代表者工藤弘樹

青森県弘前市大字堅田
字神田476番地1

本社営業所
青森県弘前市大
字堅田字神田476
番地1

輸送施設の使用停止
（60日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第4項

令和3年1月28日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、7件の違
反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第3条第4項）、（2）疾病･疲労
等のおそれのある乗務（安全規則第3条第6項）、（3）点呼の実施義務
違反（安全規則第7条第2項、第3項）、（4）運行指示書の記載事項義
務違反（安全規則第9条の3第2項）、（5）運転者に対する指導監督義
務違反（安全規則第10条第1項）、（6）初任運転者に対する指導監督
義務違反（安全規則第10条第2項）、（7）初任運転者に対する適性診
断受診義務違反（安全規則第10条第2項）

6 6

貨物 2021 11 16

有限会社南九州物流（法
人番号
5350002007334）代表
者竹村巧

宮崎県東諸県郡綾町大
字入野3308番地

本社営業所
宮崎県東諸県郡
綾町大字入野
3307、3308番地

輸送施設の使用停止
（130日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
8条第1項、法第17
条第1項第1号、法第
17条第1項第2号、
法第17条第4項、法
第18条第1項、道路
運送車両法第48条

令和3年8月6日、監査実施。15件の違反が認められた。(1)事業計画(自
動車車庫)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法第8条
第1項)、(2)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(3)乗務時間等の基準なお書き違
反(安全規則第3条第4項)、(4)健康状態の把握義務違反(安全規則第3条
第6項)、(5)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(6)点呼の記録義務
違反(安全規則第7条第5項)、(7)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7
条第5項)、(8)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(9)運行指
示書に係る（作成、指示、携行）義務違反(安全規則第9条の3)、(10)運
転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(11)運転者に
対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(12)特定運転者に対する
特別な指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(13)特定運転者に対する
適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(14)運行管理者の補助
者の要件違反（安全規則第18条第3項）、(15)定期点検整備の実施違反
(安全規則第3条の2、道路運送車両法第48条)
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タクシー 2021 11 16
新美商事株式会社（法人
番号3010001173691）
代表者周位新

東京都墨田区堤通2丁目
8番1号 東進ﾋﾞﾙ2F

本社営業所
東京都墨田区堤
通2丁目8番1号
東進ﾋﾞﾙ2F

輸送施設の使用停止
（10日車）

道路運送法第２０条
令和元年11月28日及び同年12月26日、新規許可を受けたことを端緒と
して監査を実施。1件の違反が認められた。(1)営業区域外運送違反(道
路運送法第20条)

1 1

タクシー 2021 11 16
有限会社ＳＫＵ（法人番
号7200002022841) 代
表者佐藤好弘

岐阜県瑞浪市陶町水上
265番地

本店営業所
岐阜県瑞浪市陶
町水上346番地1

輸送施設の使用停止
(97日車)及び文書警
告

道路運送法第16条第
1項

令和3年8月10日、監査方針に基づき、監査を実施。8件の違反が認めら
れた。(1)事業計画に定める業務の確保違反(道路運送法第16条第1項)､
(2)健康診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第5項)､(3)点呼
の実施義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第1項及び第2項)､
(4)点呼の実施不適切(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第1項及び第
2項)､(5)点呼の記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5
項)､(6)点呼の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第
5項)､(7)点呼の記録不実記載(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5
項)､(8)運行管理規程の記載事項不適切(旅客自動車運送事業運輸規則第
48条の2第1項)

10 10

貸切バス 2021 11 16

株式会社さくら交通（法
人番号：
5021001019808） 代
表者 朝倉 重徳

神奈川県厚木市妻田西
1-19-5

本社営業所
神奈川県厚木市
妻田西1-19-5

輸送施設の使用停止
（95日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第45条

令和3年5月25日、定期的な監査を実施。2件の違反が認められた。(1)
定期点検整備等の未実施(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規
則｣)第45条)､(2)運行管理者に対する講習受講義務違反(運輸規則第48条
の4第1項)

10 10

貨物 2021 11 17

有限会社カタヌマ建設運
輸(法人番号
6260002017416） 代
表者片沼壽雄

岡山県倉敷市児島稗田
町2651番地

本社営業所
岡山県倉敷市児
島稗田町2651番
地の2

輸送施設の使用停止
（100日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号、同項第2号及び
同条第4項

令和2年9月11日及び令和3年6月24日、情報提供を端緒として監査を実
施。13件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、(2)疾
病・疲労等のおそれのある乗務禁止違反（安全規則第3条第6項）、(3)
整備管理者の変更届出義務違反（安全規則第3条の2）、(4)事業用自動
車の定期点検整備義務違反（安全規則第3条の2）、(5)点呼の実施義務
違反（安全規則第7条第1項及び第2項）、(6)点呼の記録義務違反（安
全規則第7条第5項）、(7)乗務等の記録事項義務違反（安全規則第8条
第1項）、(8)運転者台帳の作成義務違反（安全規則第9条の5第1項）、
(9)運転者台帳の記載事項義務違反（安全規則第9条の5第1項）、(10)運
転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）、(11)特定の
運転者に対する特別な指導義務違反（安全規則第10条第2項）、(12)特
定の運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）、
(13)運行管理者の講習受講義務違反（安全規則第23条第1項）

10 10

貨物 2021 11 17

香川漁連運輸株式会社
（法人番号
1470001002121) 代表
者玉木哲夫

香川県高松市北浜町8-
25

志度営業所
香川県さぬき市
志度堂林1298-6

輸送施設の使用停止
（10日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号、第4項

令和3年8月19日、貨物自動車運送事業に関する監査方針に基づき監査
を実施したところ、4件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関
する措置が不適切であり、所定の拘束時間の限度を超え、また所定の
休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと（貨
物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、
(2)運転者に対する点呼が確実になされていなかったこと（安全規則第7
条第1項、第2項、第3項）、(3)運転者に対する点呼の実施が不適切で
あったこと（安全規則第7条第1項、第2項、第3項）、(4)運転者に対す
る点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと（安全規則第7条第
5項）

1 1

タクシー 2021 11 17

安全タクシー有限会社
（法人番号
6080102004068) 代表
者植田利男

静岡県裾野市佐野249番
地

本社営業所
静岡県裾野市佐
野249-1

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第24条第5
項

令和3年10月8日、重傷事故を引き起こしたことを端緒として、監査を
実施。2件の違反が認められた。(1)点呼の記録記載事項不備(旅客自動
車運送事業運輸規則第24条第5項､(2)運転者に対する指導監督義務違反
(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

貨物 2021 11 18
株式会社栄信運輸(法人
番号8160002004777)代
表者宮越一磨

滋賀県大津市大平一丁
目10-4

本社
滋賀県大津市大
平一丁目10-4

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第1項

令和3年8月4日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。6件
の違反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運
転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則(以下「安全規則」という)第3条第4項）、（2）点
呼の実施違反【未実施】（安全規則第7条第1項～第3項）、（3）点呼
の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、（4）運行
記録計による記録違反【記録】（安全規則第9条）、（5）運行指示書
【記載事項等の不備】(安全規則第9条の3第1項～第3項)、（6）運転者
台帳【記載事項等の不備】（安全規則第9条の5第1項）

0 0



貨物 2021 11 19

ヤマト運輸株式会社(法
人番号
1010001092605） 代
表者長尾裕

東京都中央区銀座2丁目
16番10号

広島舟入南
営業所

広島県広島市中
区舟入南2丁目5-
19

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第2
号

令和3年6月24日、当該事業者より無車検運行を行った旨の自己申告を
受けたことを端緒として監査を実施。1件の違反が認められた。無車検
運行（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2）

6 6

タクシー 2021 11 19

KM仙台タクシー株式会
社（法人番号
2370001012360） 代
表者佐々木昌二

宮城県仙台市太白区茂
庭字人来田西143番17

本社営業所
宮城県仙台市太
白区茂庭字人来
田西143番17

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和3年11月19日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実施した
結果、1件の違反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

貸切バス 2021 11 19
有限会社第一観光（法人
番号6470002004194）
代表者西岡宏之

香川県高松市円座町
1174-2

本社営業所
香川県高松市円
座町1174-2

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和3年10月15日及び同年同月26日、旅客自動車運送事業に関する監査
方針に基づき監査を実施したところ、1件の違反が確認された。(1)運転
者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと（旅客自
動車運送事業運輸規則第24条第5項）

0 0

貨物 2021 11 22
株式会社中村運送（法人
番号5180001093062)
代表者中村清一

愛知県知多郡美浜町大
字豊丘字中平井8-5

本社営業所
愛知県知多郡美
浜町大字豊丘字
中平井8-5

輸送施設の使用停止
(30日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和3年7月20日､監査方針に基づき､監査を実施｡6件の違反が認められ
た｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第4項)､(2)日常点検未実施(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
3条の2)､(3)乗務等の記録保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第8条)､(4)運行記録計による記録保存義務違反(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条)､(5)事故の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条の2)､(6)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第10条第1項)

5 3

貨物 2021 11 22

株式会社アイティー物流
（法人番号
4180001053918) 代表
者伊藤嘉晃

愛知県名古屋市南区南
野1丁目31

東海営業所
愛知県東海市浅
山三丁目76番地

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

令和3年10月21日､重傷事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡2件の違反が認められた｡(1)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第6項)､(2)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第10条第1項)

0 0

貸切バス 2021 11 22

富山グリーン観光株式会
社（法人番号
1230001015989） 代
表者平野政隆

富山県富山市上栄340番
地1

本社営業所
富山県富山市上
栄340番地1

輸送施設の使用停止
（60日車）

道路運送法（以下
「法」）第27条第3
項及び法第29条の3

令和3年9月2日、監査実施。2件の違反が認められた。（1）点検整備記
録簿の記録の改ざん・不実記載（旅客自動車運送事業運輸規則（以下
「運輸規則」）第45条、道路運送車両法第49条）（2）輸送の安全にか
かわる公表情報の報告義務違反（運輸規則第47条の7第1項）

6 6

貨物 2021 11 24

有限会社福田クレーン興
業（法人番号
4340002018052） 代
表者福田米造

鹿児島県いちき串木野
市深田上17112-1

本社営業所
鹿児島県いちき
串木野市深田上
17112-1

輸送施設の使用停止
（30日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第4項

令和3年6月17日、監査実施。11件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規
則」)第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(3)点呼の
記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(4)乗務等の記録義務違反(安
全規則第8条)、(5)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、
(6)運行指示書に係る（作成、指示、携行）義務違反(安全規則第9条の
3)、(7)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(8)
運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(9)運転者に対す
る指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1項)、(10)特定運転
者に対する特別な指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(11)特定運転
者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)

3 3

タクシー 2021 11 24

株式会社Ｆ．Ｒ．Ｃ（法
人番号
6060001025191） 代
表者廣瀬正

栃木県小山市東城南2-
11-8

成田営業所
千葉県香取市織
幡1115-46

輸送施設の使用停止
（465日車）

道路運送法第２０条

令和元年11月22日及び同年12月2日、新規許可を受けたことを端緒とし
て監査を実施。8件の違反が認められた。(1)営業区域外運送違反(道路
運送法第20条)､(2)健康状態の把握義務違反(旅客自動車運送事業運輸規
則(以下､運輸規則)第21条第5項)､(3)点呼の実施等義務違反(運輸規則第
24条)､(4)新任運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第36条第2
項)､(5)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(6)初
任運転者･高齢運転者に対する告示で定める特別な指導義務違反(運輸規
則第38条第2項)､(7)初任運転者･高齢運転者に対する適性診断受診義務
違反(運輸規則第38条第2項)､(8)定期点検整備の未実施(道路運送車両法
第48条)

47 47

タクシー 2021 11 24

釧路交通株式会社（法人
番号５４６０００１００
０３９４） 代表者中川
昌信

北海道釧路市星が浦大
通５丁目５番４９号

本社営業所
北海道釧路市星
が浦大通５丁目
５番４９号

文書勧告
道路運送法施行規則
第６６条第１項

令和３年１０月２１日及び令和３年１０月２２日、公安委員会からの
通報等を端緒として監査を実施。１件の違反が認められた。（１）届
出義務違反（道路運送法施行規則第６６条第１項）

0 0

貸切バス 2021 11 24

有限会社あけぼの交通
（法人番号
8050002043472） 代
表者 松崎 健一

茨城県筑西市海老ヶ島
1614-4

本社営業所
茨城県筑西市海
老ヶ島1614-4

文書警告（処分日車
数40日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第2
項

令和3年10月8日、定期的な監査を実施。1件の違反が認められた。(1)
高齢運転者に対する特別な指導義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則
第38条第2項)

9 4

貸切バス 2021 11 24

はやぶさ国際観光バス株
式会社(法人番号
1120101051895) 代表
者清原英二

大阪府泉大津市なぎさ
町5番1号

本社
大阪府泉大津市
なぎさ町5番1号

輸送施設の使用停止
(60日車)

道路運送法(以下｢
法｣)第9条の2第1項

令和3年7月8日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。運賃料金事前届出、運賃料金変更事前届出違反(法第9
条の2第1項)

6 6

貸切バス 2021 11 24

大分はとタクシー株式会
社（法人番号
8320001000298 ）代表
者梅野雅子

大分県大分市大字鴛野
1046ｰ8

本社営業所
大分県大分市大
字鴛野1046ｰ8

文書警告
道路運送法第27条第
3項、道路運送車両
法第48条

令和3年10月19日、監査実施。2件の違反が認められた。(1)乗務員台帳
の記載事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規
則」)第37条第1項）、(2)定期点検整備の実施違反（運輸規則第45条、
道路運送車両法第48条）

0 0

貨物 2021 11 25

株式会社アサヒセキュリ
ティ（法人番号
5010401037148） 代
表者村田年正

東京都港区海岸2丁目4
番2号

秋田営業所
秋田県大仙市高
関上郷字卯時田
60

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和3年10月12日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、1件の
違反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2021 11 25
株式会社翔栄通商（法人
番号1180001068316）
代表者柴田純一

愛知県岩倉市北島町18
番地

大阪
大阪府吹田市南
金田2丁目17-7

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項

令和3年3月16日及び同年3月23日、公安委員会からの通報を端緒に監査
を実施。8件の違反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業
用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4
項）、（2）点呼の実施違反【未実施】（安全規則第7条第1項～第3
項）、（3）（4）点呼の記録違反【記録】及び【記載事項等の不備】
（安全規則第7条第5項）、（5）乗務等の記録違反【記載事項等の不
備】（安全規則第8条）、（6）運行指示書【記載事項等の不備】(安全
規則第9条の3第1項～第3項)、（7）「貨物自動車運送事業者が事業用
自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」（以下「指導監督
告示」）による運転者に対する指導及び監督違反【一部不適切】（安
全規則第10条第1項）、（8）指導監督告示による運転者に対する特別
な指導及び運転適性診断受診義務違反【大部分不適切】（安全規則第
10条第2項）

4 4



貨物 2021 11 25

株式会社池本ＥＸＰＲＥ
ＳＳ（法人番号
7160001006255）代表
者池本瑞樹

滋賀県甲賀市土山町北
土山2754番地

本店
滋賀県甲賀市土
山町北土山2754
番地

輸送施設の使用停止
（45日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第2
号

令和3年6月7日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。8件の違
反が認められた。（1）点検整備違反【定期点検整備等の未実施】（貨
物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条の2、道路
運送車両法第48条）、（2）整備管理者の研修受講義務違反【研修未受
講】（安全規則第3条の4）、（3）点呼の実施違反【未実施】（安全規
則第7条第1項～第3項）、（4）点呼の記録違反【記載事項等の不備】
（安全規則第7条第5項）、（5）運行記録計による記録違反【記録】
（安全規則第9条）、（6）運転者台帳【記載事項等の不備】（安全規
則第9条の5第1項)、（7）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運
転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する特別な
指導及び運転適性診断受診義務違反【運転適性診断の受診状況】（安
全規則第10条第2項）、（8）運行管理者の講習受講義務違反（安全規
則第23条第1項）

5 5

タクシー 2021 11 25

株式会社斜里ハイヤー
（法人番号５４６０３０
１００３３８６） 代表
者木村秀基

北海道斜里郡斜里町本
町３９番地１号

本社営業所
北海道斜里郡斜
里町青葉町２７
番地１６

文書警告

道路運送法第２７条
第３項、タクシー業
務適正化特別措置法
第１６条第１項、第
２項

令和３年１０月２６日、公安委員会からの通報等を端緒として監査を
実施。５件の違反が認められた。（１）点呼の記録事項義務違反（旅
客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第２４条第５項）、
（２）乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第２５条第３項、第４
項）、（３）乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第３７条第１
項）、（４）特定運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第
３８条第２項）、（５）運転者証の返納義務違反（タクシー業務適正
化特別措置法第１６条第１項、第２項）

0 0

貨物 2021 11 26
有限会社茂呂商事（法人
番号5060002029928）
代表者茂呂文義

栃木県小山市下国府塚
７２３－２

本社
栃木県小山市下
国府塚７２３－
２

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

無免許運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和3年
10月26日、監査を実施。2件の違反が認められた。（１）点呼の記録義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）、（２）運転
者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1
項）

0 0

貨物 2021 11 26
株式会社ＦＫ物流（法人
番号4350001009027）
代表者福田博

宮崎県都城市上水流町
818-8

本社営業所
宮崎県都城市上
水流町818-8

文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第4項

令和3年11月9日、監査実施。2件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規
則」)第3条第4項)、(2)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第
1項)

0 0

貸切バス 2021 11 26

日本国際観光株式会社
（法人番号
8120001194078） 代
表者沈佳

大阪府大阪市浪速区難
波中3-9-3-203

本社営業所
大阪府和泉市仏
並町104-1

文書警告(処分日車数
30日車のため、一般
貸切旅客自動車運送
事業者に対する行政
処分等の基準3.(6)に
よる）

道路運送法第27条第
3項

令和3年10月19日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。4件の違
反が認められた。(1)｢旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運行によ
り生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産を賠償するために講じ
ておくべき措置の基準を定める告示｣による損害賠償責任保険(共済)締
結義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第19条の
2)、(2)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条)、(3)運行管理
者の講習(一般講習)受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項)、(4)運行
管理補助者の選任解任届出違反(運輸規則第68条)

3 3

貨物 2021 11 29
有限会社島川商運（法人
番号7400002001593）
代表者島川節子

岩手県盛岡市前九年2丁
目14番20号

本社営業所
岩手県岩手郡岩
手町大字久保第8
地割170番地2

輸送施設の使用停止
（60日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、第
17条第1項第2号、
法第17条第4項

令和2年11月30日及び12月1日、監査方針を端緒として監査を実施した
結果、5件の違反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第3条第4項）、
（2）点呼の記録事項義務違反（安全規則第7条第5項）、（3）運行指
示書の保存義務違反（安全規則第9条の3第4項）、（4）運転者に対す
る指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）、（5）整備管理者に対
する権限付与義務違反（安全規則第3条の2及び道路運送車両法第50条
第2項）

6 6

貨物 2021 11 29

有限会社早池峰運輸（法
人番号
2400002002605） 代
表者熊谷勝弘

岩手県盛岡市乙部19地
割54番地4

本社営業所
岩手県盛岡市乙
部19地割54番地4

輸送施設の使用停止
（50日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第8
条第1項、法第17条
第4項

令和2年11月11日及び令和3年3月1日、監査方針を端緒として監査を実
施した結果、6件の違反が認められた｡（1）自動車車庫の位置及び収容
能力違反（貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号）、（2）
点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下｢安全規
則｣）第7条第1項、第2項）、（3）乗務等の記録義務違反（安全規則第
8条）、（4）運行記録計による記録義務違反（安全規則第9条）、
（5）運行指示書の作成義務違反（安全規則第9条の3第1項）、（6）運
転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）

5 5

タクシー 2021 11 29

広島近鉄タクシー株式会
社(法人番号
3240001009237） 代
表者寳迫啓之

広島県広島市南区皆実
町2丁目7番地19号

本社営業所
広島県広島市南
区皆実町2丁目7
番地19号

輸送施設の使用停止
（10日車）及び文書
警告

道路運送法第27条第
3項

令和3年3月26日及び同年4月27日、妨害運転を端緒として監査を実施。
4件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反（旅客自
動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第38条第1項）、(2)運転
者に対する指導監督の記録事項義務違反（運輸規則第38条第1項）、
(3)特定の運転者に対する特別な指導義務違反（運輸規則第38条第2
項）、(4)特定の運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第38
条第2項）

1 1

貨物 2021 11 30

有限会社 山佐運輸（法
人番号
3400502001601） 代
表者佐藤佐利

岩手県一関市大東町中
川字上ノ山16番地7

本社営業所
岩手県一関市大
東町中川字上ノ
山16番地7

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和3年11月16日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、1件の
違反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2021 11 30
越路石油株式会社（法人
番号7110001023750）
代表者西脇和志

新潟県長岡市浦643-1 本社営業所
新潟県長岡市浦
645-1

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
9条第1項及び法第
17条第4項

令和3年7月26日、監査実施。2件の違反が認められた。（1）事業計画
変更認可違反（貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号）
（2）運転者台帳の記載不備（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条
の5第1項）

1 1

貨物 2021 11 30
有限会社竹井商事（法人
番号3050002015559）
代表者竹井守

茨城県小美玉市羽刈３
８７－２

本社
茨城県小美玉市
羽刈３８７－２

輸送施設の使用停止
（190日車）、輸送の
安全確保命令

貨物自動車運送事業
法第25条第2項

法令違反の疑いがあることを端緒として、令和3年3月10日及び同年3月
17日、監査を実施。10件の違反が認められた。（１）乗務時間等告示
の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（２）
疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6
項）、（３）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条）、（４）点呼の記録の改ざん・不実記載（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第7条第5項）、（５）乗務等の記録事項違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（６）運行記録計による記
録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（７）運転者
に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1
項）、（８）初任運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第2項）、（９）事業計画の変更認可違反（貨物自
動車運送事業法第9条第1項）、（１０）営業類似違法行為を行う自家
用貨物自動車の利用（貨物自動車運送事業法第25条第2項）

19 19

貨物 2021 11 30
有限会社モモモト（法人
番号2120102013753）
代表者田河博

大阪府堺市中区深井畑
山町243-19

堺
大阪府堺市中区
深井畑山町243番
地19

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(駐
停車違反)が過去1年以内に3件に達した。（1）運転者の指導監督義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貸切バス 2021 11 30
大洋交通有限会社（法人
番号2402702000268）
代表者金野明宏

岩手県大船渡市立根町
字久保33

本社営業所
岩手県大船渡市
赤崎町字沢田
103-5

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和3年10月20日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、2件の
違反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反（旅客自動
車運送事業運輸規則（以下｢運輸規則｣）第38条第1項）、（2）運転者
に対する指導監督の記録違反（運輸規則第38条第1項）

0 0



貸切バス 2021 11 30
株式会社サクラ（法人番
号5230001016208）
代表者遠藤良昭

富山県高岡市福岡町福
岡新122番地3

本社営業所
富山県高岡市福
岡町福岡新122番
地3

文書警告（処分日車
数10日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

道路運送法第27条第
3項

令和3年10月14日、監査実施。2件の違反が認められた。（1）運行管理
補助者の選任解任届出違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運
輸規則」）第68条）（2）乗務員台帳の作成義務違反（運輸規則第37条
第1項）

1 1

貸切バス 2021 11 30
株式会社丸藤交通（法人
番号5050001008082）
代表者 藤枝 純

茨城県笠間市南小泉681 本社営業所
茨城県笠間市南
小泉681

文書警告（処分日車
数50日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第2
項

令和3年10月21日、定期的な監査を実施。5件の違反が認められた。(1)
運送引受書の記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸
規則｣)第7条の2第1項)､(2)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)､
(3)運行指示書の記載事項不備(運輸規則第28条の2第1項)､(4)初任運転
者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､(5)高齢運転者
に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)

7 5

貸切バス 2021 11 30
株式会社三陸観光（法人
番号9050001008137）
代表者 星 良三

茨城県笠間市押辺2594-
12

本社営業所
茨城県笠間市押
辺2594-12

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第7条の2第
1項

令和3年10月25日、定期的な監査を実施。1件の違反が認められた。(1)
運送引受書の記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則第7条の2第
1項)

0 0

貸切バス 2021 11 30
天宝株式会社（法人番号
7120001180095） 代
表者孟范慧

大阪府大阪市大正区千
島3丁目11－23

大正営業所
大阪府大阪市大
正区千島3－11－
23

文書警告(処分日車数
10日車のため、一般
貸切旅客自動車運送
事業者に対する行政
処分等の基準3.(6)に
よる）

道路運送法第27条第
3項

令和3年10月29日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。1件の違
反が認められた。(1)運行管理者の講習(一般講習)受講義務違反(運輸規
則第48条の4第1項)

1 1

貸切バス 2021 11 30
大洋交通有限会社（法人
番号2402702000268）
代表者金野明宏

岩手県大船渡市立根町
字久保33番地

本社営業所
岩手県大船渡市
赤崎町字沢田103
番地5号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和3年10月20日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、2件の
違反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反（旅客自動
車運送事業運輸規則（以下｢運輸規則｣）第38条第1項）、（2）運転者
に対する指導監督の記録違反（運輸規則第38条第1項）

0 0

貨物 2021 12 1

株式会社鈴与カーゴネッ
ト静岡（法人番号
3080001009476) 代表
者米澤貴博

静岡県静岡市清水区清
開3丁目4番21号

本社営業所
静岡県静岡市清
水区清開3丁目4
番21号

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

令和3年11月4日､監査方針に基づき､監査を実施｡1件の違反が認められ
た｡(1)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第1項)

0 0

貨物 2021 12 1
株式会社じゅんすい（法
人番号3290001062990)
代表者下川信之

福岡県糟屋郡篠栗町大
字乙犬830-1

じゅんすい
引越サポー
ト

福岡県糟屋郡篠
栗町大字乙犬
1023-2

輸送施設の使用停止
（90日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第4項、法第24
条の3

令和3年7月15日、監査実施。19件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下｢安全規
則｣）第3条第4項)、(2)乗務時間等の基準なお書き違反(安全規則第3条
第4項)、(3)疾病、疲労等のおそれのある乗務(安全規則第3条第6項)、
(4)、(5)点呼の実施等義務違反等(安全規則第7条)、(6)点呼の記録義務
違反(安全規則第7条第5項)、(7)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7
条第5項)､(8)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(9)運行記録
計による記録義務違反(安全規則第9条)、(10)運行指示書の記載事項義
務違反(安全規則第9条の3第1項)、(11)運転者台帳の作成義務違反(安全
規則第9条の5第1項)、(12)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9
条の5第1項)、(13)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1
項)、(14)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反
(安全規則第10条第1項) 、(15)運転者に対する指導監督の記録事項義務
違反(安全規則第10条第1項)、(16)特定運転者に対する特別な指導監督
違反(安全規則第10条第2項)、(17)特定運転者に対する適性診断受診義
務違反(安全規則第10条第2項)、(18)全従業員に対する指導監督義務違
反(安全規則第10条第4項)、(19)輸送の安全に関わる情報の公表違反(安
全規則第2条の8)

9 9

貨物 2021 12 1

有限会社山代第一運輸
（法人番号
4300002008189）代表
者石橋安信

佐賀県伊万里市東山代
町長浜字新搦二2400

本社営業所

佐賀県伊万里市
東山代町長浜字
新搦二2401、
2402-1

輸送施設の使用停止
（30日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第1項第2号、
法第17条第4項、法
第60条第1項、道路
運送車両法第48条

令和3年8月24日、監査実施。9件の違反が認められた。(1)疾病、疲労
等のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下｢安全規
則｣）第3条第6項)、(2)定期点検整備の実施違反(安全規則第3条の2、道
路運送車両法第48条)、(3)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8
条)、(4)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(5)
運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(6)運転者に対す
る指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反(安全規則第10条第1
項)、(7)特定運転者に対する特別な指導監督違反(安全規則第10条第2
項)、(8)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2
項)、(9)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項)

3 3

貨物 2021 12 1

東京高速陸運株式会社
（法人番号
5020001000827）代表
者村田穗高

神奈川県横浜市泉区弥
生台72番地13

九州中央営
業所

佐賀県鳥栖市姫
方町329-1

文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第4項、法第17条
第1項第1号

令和3年11月10日、監査実施。5件の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第7
条)、(2)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(3)乗務等の
記録事項義務違反(安全規則第8条)、(4)運行指示書の記載事項義務違反
(安全規則第9条の3第1項)、(5)乗務時間等の基準の遵守違反(安全規則
第3条第4項)

0 0

貨物 2021 12 2
愛日興業株式会社（法人
番号5180001094952)
代表者大西要一

愛知県東海市名和町塚
森35番地の3

本社営業所

愛知県東海市名
和町塚森35-3ｴｽ
ﾃｰﾄﾋﾟｱｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾂ
102

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第5項

令和3年10月25日､監査方針に基づき､監査を実施｡2件の違反が認められ
た｡(1)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条
第5項)､(2)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第8条)

0 0

貨物 2021 12 2
有限会社勝目産業（法人
番号9180002065643)
代表者諸麥浩之

愛知県春日井市桃山町
5102番地の17

本社営業所

愛知県小牧市中
央4丁目161番地ｻ
ﾝｳﾞｨﾚｯｼﾞS･TⅡ
206号室

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第1項及び第2項

令和3年10月5日及び令和3年10月25日､監査方針に基づき､監査を実施｡
4件の違反が認められた｡(1)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の記録記載事項不備(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(3)乗務等の記録記載事項不備
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(4)事業報告書及び輸送実績
報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項)

0 0

貨物 2021 12 2

ナナン物流株式会社(法
人番号
2280001008112） 代
表者山本真司

島根県浜田市旭町今市
384番地8

旭営業所
島根県浜田市旭
町今市384-8

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号及び同条第4項

令和3年11月4日、情報提供を端緒として監査を実施。4件の違反が認め
られた。(1)乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、(2)点呼の実施義務違反（安
全規則第7条第1項及び第2項）、(3)点呼の記録義務違反（安全規則第7
条第5項）、(4)乗務等の記録事項義務違反（安全規則第8条第1項）

0 0

貨物 2021 12 2

有限会社スタイリッシュ
オート（法人番号
6150002006322）代表
者藪内宏隆

奈良県天理市遠田町
602-2

九州営業所
熊本県球磨郡錦
町大字西字打越
724番3

事業停止（30日
間）、輸送施設の使
用停止（90日車）、
文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第11
条、法第17条第1項
第1号、法第17条第
1項第2号、法第17
条第4項、法第18条
第１項、法第18条第
3項、道路運送法第
95条

令和3年5月12日、監査実施。11件の違反が認められた。(1)運送約款の
掲示違反(貨物自動車運送事業法（以下｢法｣）第11条)、(2)乗務時間等
の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規
則」)第3条第4項)、(3)整備管理者の研修受講義務違反(安全規則第3条
の4)、(4)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(5)乗務等の記録事項
義務違反(安全規則第8条)、(6)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規
則第9条の5第1項)、(7)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第
1項)、(8)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反
(安全規則第10条第1項)、(9)運行管理者の選任違反(安全規則第18条第1
項)、(10)運行管理者の選任(解任)未届出違反(安全規則第19条)、(11)自
動車に関する表示義務違反（道路運送法第95条）

39 39



貨物 2021 12 2

株式会社カーシティー南
九州（法人番号
1340001018304）代表
者稲田貴介

鹿児島県南さつま市金
峰町大坂6514-1

株式会社
カーシ
ティー南九
州

鹿児島県南さつ
ま市金峰町大坂
6514-1

輸送施設の使用停止
（40日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第4項

令和3年7月8日、監査実施。7件の違反が認められた。(1)疾病、疲労等
のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規
則」)第3条第6項)、(2)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5
項)、(3)事故の記録事項義務違反(安全規則第9条の2)、(4)運転者台帳
の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(5)運転者に対する指導
監督違反(安全規則第10条第1項)、(6)運転者に対する指導監督の記録事
項義務違反(安全規則第10条第1項)、(7)特定運転者に対する特別な指導
監督違反(安全規則第10条第2項)

4 4

タクシー 2021 12 2

大バス太平タクシー株式
会社(法人番号
1120001156159) 代表
者野中康之

大阪府守口市金田町4丁
目7番10号

本社
大阪府守口市金
田町4丁目7番10
号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和3年11月2日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。運転者に対する指導及び監督に係る記録の作成･保存義
務違反【記録】(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

1 0

乗合バス 2021 12 2

北海道北見バス株式会社
（法人番号１４６０３０
１０００９１６） 代表
者福村泰司

北海道北見市南町１丁
目５番地４号

美幌営業所
北海道網走郡美
幌町字美芳２２
番地２号

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

令和３年１１月１６日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況
を端緒として監査を実施。２件の違反が認められた。（１）運転者に
対する指導監督義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸
規則」）第３８条第１項）、（２）運転者に対する指導監督の記録義
務違反（運輸規則第３８条第１項）

0 0

貸切バス 2021 12 2

北海道北見バス株式会社
（法人番号１４６０３０
１０００９１６ ） 代
表者福村泰司

北海道北見市南町１丁
目５番地４号

美幌営業所
北海道網走郡美
幌町字美芳２２
番地２号

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

令和３年１１月１６日、その他を端緒として監査を実施。２件の違反
が認められた。（１）運転者に対する指導監督違反（旅客自動車運送
事業運輸規則（以下「運輸規則」）第３８条第１項）、（２）運転者
に対する指導監督の記録違反（運輸規則第３８条第１項）

0 0

貨物 2021 12 3

有限会社岩手物流運輸
（法人番号
8400002007227） 代
表者寺長根正美

岩手県紫波郡矢巾町大
字又兵エ新田第7地割
154番地10

本社営業所

岩手県紫波郡矢
巾町大字又兵エ
新田第7地割154
番地10

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和3年11月29日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、2件の
違反が認められた｡（1）運転者台帳の作成義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第9条の5第1項）、（2）運転者
に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）

0 0

タクシー 2021 12 3 相吉 一男 東京都足立区 個人 東京都足立区 文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第２５条第
３項

令和3年9月30日、法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として監査を
実施。1件の違反が認められた。(1)乗務記録の記録事項の不備(旅客自
動車運送事業運輸規則第25条第3項)

0 0

タクシー 2021 12 3

合資会社明星タクシー
(法人番号
9360003002585)代表者
川満宏明

沖縄県島尻郡南風原町
字新川316番地の8

本社営業所
沖縄県島尻郡南
風原町字新川316
番地の8

輸送施設の使用停止
（10日車）、文書警
告

道路運送法（以下
「法」）第27条第3
項

令和3年10月27日、整備管理者不在の旨の通報を端緒に監査実施。8件
の違反が認められた。(1)運行管理者の選任解任届出違反（法第23条第
3項）、(2)苦情処理の記録・保存義務違反(旅客自動車運送事業運輸規
則（以下「運輸規則」）第3条第2項)、(3)点呼の実施義務違反（運輸規
則第24条第5項）、(4)乗務員台帳の一部未作成（運輸規則第37条第1
項）、(5)乗務員台帳の記載事項の不備（運輸規則第37条第1項）、(6)
運転手に対する指導監督違反（運輸規則第38条第1項）、(7)運転者に
対する適性診断受診義務違反（運輸規則第38条第2項）、(8)日常点検
の未実施（運輸規則第45条）

1 1

貨物 2021 12 6
明和梱包有限会社（法人
番号7122002011964）
代表者中道一成

大阪府四條畷市岡山4-
12-18

生駒
奈良県生駒市北
田原町1186-10

輸送施設の使用停止
(115日車)

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

令和2年11月4日及び令和3年4月13日、関係機関からの情報を端緒に監
査を実施。10件の違反が認められた。（1）事業計画変更認可違反【営
業所の位置（運輸局長が指定する区域外に限る。）の違反】（貨物自
動車運送事業法施行規則（以下「施行規則」）第2条第1項第2号）、
（2）事業計画変更認可違反【自動車車庫の位置及び収容能力違反】
（施行規則第2条第1項第4号）、（3）事業計画変更認可違反【乗務員
の休憩・睡眠施設の位置及び収容能力違反】（施行規則第2条第1項第5
号）、（4）点検整備違反【定期点検整備等の未実施】（貨物自動車運
送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条の2、道路運送車両法
第48条）、（5）点呼の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第7
条第5項）、（6）乗務等の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則
第8条）、（7）運行記録計による記録違反【記録】（安全規則第9
条）、（8）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して
行う指導及び監督の指針」（以下「指導監督告示」）による運転者に
対する指導及び監督違反【一部不適切】（安全規則第10条第1項）、
（9）指導監督告示による運転者に対する指導及び監督に係る記録の作
成・保存【記録】（安全規則第10条第1項）、（10）報告義務違反（貨
物自動車運送事業法第60条第1項）

12 12

貨物 2021 12 6

築山三建設株式会社（法
人番号
9122001005123）代表
者築山義一

大阪府東大阪市日下町
5-8-35

本社
大阪府東大阪市
日下町5-8-35

輸送施設の使用停止
(190日車)

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

令和3年6月11日及び同年6月18日、公安委員会からの通報を端緒に監査
を実施。6件の違反が認められた。（1）事業計画変更認可違反【自動
車車庫の位置及び収容能力違反】（貨物自動車運送事業法施行規則
（以下「施行規則」）第2条第1項第4号）、（2）事業計画変更認可違
反【乗務員の休憩・睡眠施設の位置及び収容能力違反】（施行規則第2
条第1項第5号）、（3）事業計画変更事後届出違反【営業所又は荷扱所
の名称、位置（利用運送のみに係るもの及び運輸局長が指定する区域
内におけるものに限る。）の変更違反】（施行規則第7条第1項第2号、
第3号）、（4）点検整備違反【定期点検整備等の未実施】（貨物自動
車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条の2、道路運送車
両法第48条）、（5）整備管理者の研修受講義務違反【研修未受講】
（安全規則第3条の4）、（6）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車
の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する指
導及び監督違反【大部分不適切】（安全規則第10条第1項）

19 19

タクシー 2021 12 6
商都交通株式会社(法人
番号3120001081628)
代表者三野文男

大阪府大阪市中央区瓦
屋町3丁目4番19号

本社
大阪府大阪市中
央区瓦屋町3丁目
4番19号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(放
置駐車違反)が過去一年以内に3件に達した。｢旅客自動車運送事業者が
事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針｣による運転者
に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

貸切バス 2021 12 6

株式会社家康コーポレー
ション(法人番号
9010401098491) 代表
者海江田司

福岡県大野城市仲畑一
丁目7番14号

大阪営業所
大阪府堺市美原
区平尾3303番1号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和3年10月26日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。1件の違
反が認められた。(1)点検整備関係義務違反【定期点検整備等の未実施
(道路運送車両法第48条)】(旅客自動車運送事業運輸規則第45条)

22 1

貨物 2021 12 7

有限会社トランスアシス
ト（法人番号
1420002018105） 代
表者西村貴典

青森県上北郡おいらせ
町苗振谷地39番地29

本社営業所
青森県上北郡お
いらせ町苗振谷
地39番地29

文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第4項

令和3年10月20日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、2件の
違反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反（安全規則第3条
第4項）、（2）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1
項）

0 0



貨物 2021 12 7
株式会社市川企画（法人
番号9070001005512）
代表者市川厚樹

群馬県前橋市山王町二
丁目１８番地１３

本社
群馬県前橋市駒
形町８８０－１

事業停止（30日
間）、輸送施設の使
用停止（100日車）、
輸送の安全確保命令

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和2年10月16日、監査
を実施。12件の違反が認められた。（１）疾病のおそれのある乗務
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（２）点呼の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（３）乗務等の
記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、
（４）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第10条第1項）、（５）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第3条の2）、（６）運行管理者に対する指導及び監督
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条）、（７）運行管理者
の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1
項）、（８）事業計画（自動車車庫、休憩睡眠施設）の変更認可違反
（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、（９）事業計画（営業所に配
置する事業用自動車の種別ごとの数）の変更認可違反（貨物自動車運
送事業法第9条第1項）、（１０）事業計画事後届出違反（貨物自動車
運送事業法第9条第3項）、（１１）事業の適確な遂行に係る遵守事項
のうち社会保険等に未加入のもの（貨物自動車運送事業法第24条の
4）、（１２）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

40 40

貨物 2021 12 7
株式会社ＳＴＫ（法人番
号4320001008089）代
表者望月繁三

神奈川県秦野市ひば
りヶ丘６番３９号

本社
神奈川県秦野市
ひばりヶ丘６番
３９号

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第23条
第1項

行政処分等を受けたにもかかわらず改善が認められないことを端緒と
して、令和3年4月28日、監査を実施。2件の違反が認められた。（１）
運行管理者の特別講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第23条第1項）、（２）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第23条第1項）

15 4

貨物 2021 12 7

アーク引越センター株式
会社（法人番号
8010801003837）代表
者塩田嘉一

千葉県船橋市高根町２
７１０－２

横浜
神奈川県横浜市
港北区小机町２
１９６

輸送施設の使用停止
（50日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の2

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和3年6月11日、監査
を実施。6件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督違反
等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（２）定期点検
整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2）、
（３）整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条の4）、（４）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事
業法第9条第1項）、（５）事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事
業法第9条第3項）、（６）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60
条第1項）

5 5

貨物 2021 12 7

テイーケイ物流有限会社
（法人番号
5180002069482）代表
者徳留重人

愛知県犬山市大字羽黒
字下大日２０番地

関東
群馬県前橋市三
俣町３－２７－
３

輸送施設の使用停止
（125日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

法令違反の疑いがあることを端緒として、令和3年5月14日、監査を実
施。7件の違反が認められた。（１）点呼の実施義務違反等（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条）、（２）運行指示書の作成義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3）、（３）運転者に対す
る指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、
（４）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3
条の2）、（５）運行管理者に対する指導及び監督違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第22条）、（６）事業計画の変更認可違反（貨物
自動車運送事業法第9条第1項）、（７）事業計画事前届出違反（貨物
自動車運送事業法第9条第3項）

13 13

貨物 2021 12 7
有限会社帯広配送（法人
番号2460102000635)
代表者内山幸也

北海道帯広市西24条北2
丁目5番地88

岐阜営業所

岐阜県各務原市
川島小網町字前
河原2146-154-
202

輸送施設の使用停止
(90日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和3年6月21日､死亡事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡7件の違反が認められた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運
送事業法施行規則第2条第1項第4号)､(2)点呼の実施義務違反(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録不実記載
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(4)運行記録計による記
録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(5)事故の記録記
載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の2)､(6)運転者に対
する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1
項)､(7)自動車に関する表示義務違反(道路運送法施行規則第65条)

9 9

貨物 2021 12 7

東海警備保障株式会社
（法人番号
8180001012829)代表者
馬場善志雄

愛知県名古屋市北区清
水5丁目8番1号

本社営業所
愛知県名古屋市
北区清水5丁目
801番地

輸送施設の使用停止
(50日車)

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

令和3年7月16日､無免許運転を端緒として､監査を実施｡2件の違反が認
められた｡(1)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第
6項)､(2)運行管理者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第22条)

5 5

タクシー 2021 12 7
株式会社ふるさと交通
代表者 横田 信一

栃木県宇都宮市中岡本
町３２４７－３３

本社営業所
栃木県宇都宮市
中岡本町３２４
７－３３

輸送施設の使用停止
（40日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第２１条第
５項

令和3年3月26日及び同年4月13日、法令違反の疑いがあることを端緒と
して監査を実施。4件の違反が認められた。(1)健康状態の把握義務違反
(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第21条第5項)､(2)乗務記
録の記録事項の不備(運輸規則第25条第3項)､(3)運転者に対する指導監
督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(4)初任運転者に対する適性診断受
診義務違反(運輸規則第38条第2項)

4 4

タクシー 2021 12 7
すばる交通株式会社 代
表者 森 崇

東京都足立区入谷７－
１４－１５

第一営業所
東京都足立区入
谷７－１４－１
５

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第３８条第
１項

令和3年10月28日、救護義務違反があった旨公安委員会からの通知を端
緒として監査を実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導
監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

貸切バス 2021 12 7

中岡交通有限会社（法人
番号：
6050002018575） 代
表者 中岡 清一

茨城県猿島郡境町大字
西泉田1391-4

本社営業所
茨城県猿島郡境
町大字西泉田
1391-4

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第7条の2第
1項

令和3年10月28日、定期的な監査を実施。2件の違反が認められた。(1)
運送引受書の記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸
規則｣)第7条の2第1項)､(2)運行指示書の記載事項不備(運輸規則第28条
の2第1項)

0 0

貸切バス 2021 12 7

有限会社トキワ交通（法
人番号：
6050002007181） 代
表者 落合 政三

茨城県那珂郡東海村舟
石川633-1

本社営業所
茨城県那珂郡東
海村舟石川633-5

処分日車数20日車の
ため、一般貸切旅客
自動車運送事業者に
対する行政処分等の
基準3.(6)により文書
警告

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第2
項

令和3年10月26日、定期的な監査を実施。2件の違反が認められた。(1)
初任運転者に対する特別な指導義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則
(以下｢運輸規則｣)第38条第2項)､(2)高齢運転者に対する特別な指導義務
違反(運輸規則第38条第2項)

2 2

貸切バス 2021 12 7
芙蓉観光有限会社（法人
番号8290002055155）
代表者野田恭章

佐賀県佐賀市蓮池町大
字蓮池159-3

本社営業所
佐賀県神埼市千
代田町崎村新地
1743-2

文書警告
道路運送法第27条第
3項、道路運送車両
法第48条

令和3年11月1日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)定期点検整
備の実施違反（旅客自動車運送事業運輸規則第45条、道路運送車両法
第48条）

1 1

貨物 2021 12 8
鉄興運輸株式会社（法人
番号2080001008693)
代表者片瀬健

静岡県静岡市清水区村
松1-4-40

本社営業所
静岡県静岡市清
水区村松1-4-40

輸送施設の使用停止
(10日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第1項及び第2項

令和3年7月20日､重傷事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡6件の違反が認められた｡(1)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の記録記載事項不備(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(3)乗務等の記録記載事項
不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(4)運行記録計による記
録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(5)運転者に対す
る指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､
(6)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第10条第2項)

1 1



貨物 2021 12 8
有限会社東申産業（法人
番号6080102012566)
代表者三浦訓好

静岡県駿東郡清水町湯
川122番地の8

本社営業所
静岡県駿東郡清
水町卸団地145番
地

輸送施設の使用停止
(50日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和3年4月20日､死亡事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡12件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)健康診断未受診(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第3条第6項)､(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(4)点呼の記録義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)点呼の記録記載事項
不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(6)運行指示書の作
成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)､(7)運転
者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条
第1項)､(8)運転者に対する指導監督記録義務違反(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第1項)､(9)特定の運転者に対する指導義務違反(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(10)特定の運転者に対す
る運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項)､(11)一般講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23
条第1項)､(12)運行管理補助者の要件違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第18条第3項)

5 5

貨物 2021 12 8
山村運送有限会社（法人
番号4120102025623）
代表者山村仁志

大阪府和泉市伯太町6-
3-13

本社
大阪府和泉市伯
太町6-3-13

輸送施設の使用停止
（140日車）

貨物自動車運送事業
法第9条第3項後段

令和3年3月19日及び同年4月14日、関係機関からの情報を端緒に監査を
実施。8件の違反が認められた。（1）事業計画変更事後届出違反【営
業所又は荷扱所の名称、位置（利用運送のみに係るもの及び運輸局長
が指定する区域内におけるものに限る。）の変更違反】（貨物自動車
運送事業法施行規則第7条第1項第2号、第3号）、（2）疾病、疲労等の
おそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第6項）、（3）点検整備違反【定期点検整備等の未実施】
（安全規則第3条の2、道路運送車両法第48条）、（4）整備管理者の研
修受講義務違反【研修未受講】（安全規則第3条の4）、（5）乗務等の
記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第8条）、（6）運行記録計
による記録違反【記録】（安全規則第9条）、（7）「貨物自動車運送
事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」に
よる運転者に対する特別な指導及び運転適性診断受診義務違反【運転
適性診断の受診状況】（安全規則第10条第2項）、（8）運行管理者の
講習受講義務違反（安全規則第23条第1項）

14 14

タクシー 2021 12 8

有限会社八洲タクシー
（法人番号
9290802015613）代表
者山路泰弘

福岡県北九州市八幡西
区上上津役5丁目1番地
14号

本社営業所

福岡県北九州市
八幡西区上上津
役5丁目1番地14
号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和3年10月28日、監査実施。3件の違反が認められた。(1)乗務員台帳
の記載事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下｢運輸規
則｣）第37条第1項）、(2)運転者に対する指導監督違反（運輸規則第38
条第1項）、(3)特定運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第
38条第2項）

0 0

乗合バス 2021 12 8
近江鉄道株式会社(法人
番号1160001008109)
代表者飯田則昭

滋賀県彦根市駅東町15
番1

大津営業所

滋賀県大津市瀬
田大江町字山
田ヶ谷嶮岨51番
地1号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和3年10月6日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。2件の違反
が認められた。(1)点呼の実施義務違反【不適切】(旅客自動車運送事業
運輸規則(以下、｢運輸規則｣)第24条第1項)、(2)点呼の記録義務違反
【記載事項の不備】(運輸規則第24条第5項)

0 0

貸切バス 2021 12 8
株式会社友愛（法人番号
5290001020071） 代
表者松野高明

福岡県福岡市早良区東
入部6-17-14

本社営業所
福岡県福岡市早
良区東入部6-17-
14

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和3年10月5日、監査実施。10件の違反が認められた。(1)疾病、疲労
等のおそれのある乗務（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規
則」）第21条第5項）、(2)乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則
第37条第1項）、(3)運行管理補助者の選任（解任）未届出違反（運輸
規則第68条）、(4)運行管理者の講習受講義務違反（運輸規則第48条の
4第1項）、(5)点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条第5項）、(6)
乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第25条）、(7)運転者に対する指
導監督違反（運輸規則第38条第1項）、(8)運転者に対する指導監督の
記録又は指導監督の記録保存違反（運輸規則第38条第1項）、(9)運行
指示書の記載事項義務違反（運輸規則第28条の2第1項）、(10)運送引
受書の記載事項不備違反（運輸規則第7条の2第1項）

3 3

貨物 2021 12 9

株式会社テービーエス企
画（法人番号
7390001009425） 代
表者槇敏幸

山形県東根市大字羽入
字向野1060番1

本社営業所
山形県東根市大
字羽入字向野
1060番1

輸送施設の使用停止
（40日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第4項、法第24
条

令和3年3月15日及び23日、監査方針を端緒として監査を実施した結
果、4件の違反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反（安全
規則第3条第4項）、（2）乗務等の記録義務違反（安全規則第8条）、
（3）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）、
（4）自動車事故報告規則に規定する事故の届出違反（貨物自動車運送
事業法第24条）

4 4

貨物 2021 12 9
白鷹運送株式会社（法人
番号2390001011245）
代表者早田久次

山形県西置賜郡白鷹町
大字鮎貝5820番地の3

山形営業所
山形県山形市大
字漆山野地906-1

輸送施設の使用停止
（20日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第4項

令和3年2月9日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、3件の違
反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反（安全規則第3条第
4項）、（2）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1
項）、（3）運転者に対する指導監督の記録違反（安全規則第10条第1
項）

2 2

貨物 2021 12 9
栗木運輸株式会社（法人
番号1180001096408)
代表者栗木和夫

愛知県津島市神守町字4
丁16

本社営業所
愛知県津島市神
守町字4丁16

輸送施設の使用停止
(50日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和3年8月5日､重傷事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡7件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)健康診断未受診(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第3条第6項)､(3)整備管理者の研修受講義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4)､(4)点呼の記録義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)点呼の記録記載事項
不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(6)運行指示書の作
成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)､(7)運転
者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条
第1項)

5 5

タクシー 2021 12 9

株式会社一番･リンクタ
クシー（法人番号
8420001000437） 代
表者大嶋憲通

青森県青森市問屋町1丁
目5番4号

本社営業所
青森県青森市問
屋町1丁目5番4号

輸送施設の使用停止
（50日車）及び文書
警告

道路運送法（以下｢
法｣）第23条第1項、
法第23条第3項及び
法第27条第3項

令和3年2月26日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、5件の違
反が認められた｡（1）運行管理者の選任違反（道路運送法（以下｢運送
法｣）第23条第1項）、（2）運行管理者の選任（解任）未届出違反（運
送法第23条第3項）、（3）運転者に対する指導監督義務違反（旅客自
動車運送事業運輸規則（以下｢運輸規則｣）第38条第1項）、（4）高齢
運転者に対する指導義務違反（運輸規則第38条第2項）、（5）高齢運
転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第38条第2項）

5 5

貸切バス 2021 12 9

有限会社寺谷観光バス
(法人番号
6140002046963) 代表
者寺谷紀子

兵庫県美方郡新温泉町
井土1815-2

本社
兵庫県美方郡新
温泉町井土432-1

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和3年11月5日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。3件の違反
が認められた。(1)運送引受書の交付義務違反【記載事項の不備】(旅客
自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第7条の2第1項)、(2)運行指
示書の作成等義務違反【記載事項等の不備】(運輸規則第28条の2第1
項)、(3)乗務員台帳の作成、備付け義務違反【記載事項等の不備】(運
輸規則第37条第1項)

0 0



貨物 2021 12 10
市川運送株式会社（法人
番号5040001041043)
代表者三浦光一

千葉県松戸市秋山一丁
目3番地の18

伊吹営業所
岐阜県不破郡垂
井町宮代字境野
1405-7

輸送施設の使用停止
(60日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和3年5月24日及び令和3年6月2日､重傷事故を引き起こしたことを端
緒として､監査を実施｡9件の違反が認められた｡(1)事業計画の変更認可
違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)､(2)乗務時間等
基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(3)
点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び
第2項)､(4)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第7条第5項)､(5)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第1項)､(6)運転者に対する指導監督記録義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(7)運転者に対する指
導監督記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1
項)､(8)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第2項)､(9)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)

6 6

貨物 2021 12 10

結城運輸倉庫株式会社
（法人番号
9010601007351) 代表
者結城賢進

東京都江東区深川1-6-
29

藤枝営業所
静岡県藤枝市善
左衛門2丁目1番
地の7

輸送施設の使用停止
(10日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第5項

令和3年7月6日､重傷事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡4件の違反が認められた｡(1)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第7条第5項)､(2)乗務等の記録記載事項不備(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第8条)､(3)運転者に対する指導監督義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(4)一般講習受講義務
違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)

1 1

貨物 2021 12 10
株式会社アイム（法人番
号3210001009388) 代
表者刀根真美

福井県坂井市坂井町上
新庄2字23番地3

本社営業所
福井県坂井市坂
井町上新庄2字23
番地3

輸送施設の使用停止
(130日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

令和3年6月11日及び令和3年8月4日､監査方針に基づき､監査を実施｡16
件の違反が認められた｡(1)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第3条第6項)､(2)整備不良車両運行違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条の2)､(3)定期点検未実施(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条の2)､(4)点検整備記録簿等の未記載(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第3条の2)､(5)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)､(6)点呼の記録記載事項不備(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(7)乗務等の記録記載事項
不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(8)運行記録計による記
録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(9)運行指示書の
作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)､(10)運
転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5
第1項)､(11)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第1項)､(12)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(13)特定の運転者に対する運
転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(14)
一般講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1
項)､(15)運行管理者の解任届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第19条)､(16)事業報告書及び輸送実績報告書未提出(貨物自動車運送事
業法第60条第1項)

13 13

貨物 2021 12 10
株式会社宮里（法人番号
6210001017413) 代表
者宮里結

福井県越前市向陽町52
番地

本社営業所
福井県越前市向
陽町52番地

輸送施設の使用停止
(30日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和3年7月1日､監査方針に基づき､監査を実施｡7件の違反が認められ
た｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第4項)､(2)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条第5項)､(3)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第7条第5項)､(4)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第8条)､(5)運行指示書の記載事項等不備(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第9条の3第1項)､(6)運転者台帳の記載事項等不備(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(7)事業報告書及び輸送
実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項)

3 3

貨物 2021 12 10
株式会社勝股運送（法人
番号3200001022739)
代表者勝股武彦

岐阜県瑞浪市稲津町萩
原1476番地の1の1

本社営業所
岐阜県瑞浪市稲
津町萩原字清水
垣外1476-1-1

輸送施設の使用停止
(170日車)

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和3年7月8日､監査方針に基づき､監査を実施｡8件の違反が認められ
た｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第
1項第4号)､(2)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条
第6項)､(3)過積載運行禁止違反(貨物自動車運送事業法第17条第3項)､
(4)過積載運送防止の指導及び監督の怠慢(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第4条)､(5)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第7条第1項及び第2項)､(6)点呼の実施不適切(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第7条第1項及び第2項)､(7)点呼の記録義務違反(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第7条第5項)､(8)運転者に対する指導監督義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)

17 17

貨物 2021 12 10
株式会社大河内運送（法
人番号8080001000793)
代表者築地勝好

静岡県静岡市葵区東1丁
目32番1号

本社営業所
静岡県静岡市葵
区東1丁目32番1
号

輸送施設の使用停止
(50日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和3年7月15日､監査方針に基づき､監査を実施｡5件の違反が認められ
た｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第
1項第4号)､(2)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第4項)､(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第7条第1項及び第2項)､(4)点呼の記録義務違反(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)事故の記録記載事項不備(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第9条の2)

5 5

貨物 2021 12 10
株式会社北十（法人番号
3180001007362) 代表
者阪野加士

愛知県名古屋市港区川
園3丁目168-4

本社営業所
愛知県名古屋市
港区川園3丁目
168-4

輸送施設の使用停止
(50日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和3年4月27日及び令和3年6月21日､死亡事故を引き起こしたことを
端緒として､監査を実施｡9件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告
示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)健康診
断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)､(3)整備管理者
の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4)､(4)点
呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第
2項)､(5)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第5項)､(6)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第1項)､(7)特定の運転者に対する運転適性診断未受診
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(8)一般講習受講義務
違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)､(9)運行管理者の
解任届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条)

5 5

貨物 2021 12 10
丸市運送株式会社（法人
番号3200001021022)
代表者加藤勝伺

岐阜県多治見市大原町
2-17

本社営業所
岐阜県多治見市
大原町2-17-1

輸送施設の使用停止
(70日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

令和3年6月11日､重傷事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡7件の違反が認められた｡(1)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第6項)､(2)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第7条第5項)､(3)乗務等の記録義務違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第8条)､(4)運行記録計による記録義務違反(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第9条)､(5)運転者に対する指導監督義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(6)特定の運転者に対
する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(7)
特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第2項)

7 7



貨物 2021 12 10

有限会社橋本水産輸送
（法人番号
9190002021505) 代表
者橋本幸芳

三重県四日市市河原田
町712

本社営業所
三重県四日市市
貝塚町字八之縄
280-17

輸送施設の使用停止
(120日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和3年3月24日､重傷事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡14件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)定期点検未実施(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第3条の2)､(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)､(4)点呼の記録
記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)点呼の
記録不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(6)乗務等
の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(7)運行記録
計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(8)事
故の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の2)､(9)
運行指示書の記載事項等の不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9
条の3第1項)､(10)運転者台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第9条の5第1項)､(11)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(12)運転者に対する指導監督義
務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(13)運転者に対
する指導監督記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10
条第1項)､(14)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第2項)､

12 12

貸切バス 2021 12 10
GQ株式会社（法人番号
2120001193523) 代表
者喬善喜

大阪府大阪市旭区大宮
2-25-12

関空営業所
大阪府泉佐野市
鶴原1840-5

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和3年11月10日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。2件の違
反が認められた。(1)整備管理者の研修受講義務違反(旅客自動車運送事
業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第46条)、(2)整備管理者選任(変更)の未届
出、虚偽届出【未届出(道路運送車両法第52条)】(運輸規則第45条)

60 1

貨物 2021 12 14

株式会社ポートスマイル
（法人番号
9020002002827）代表
者岡島孝吉

神奈川県横浜市南区新
川町５－２７

本社

神奈川県横浜市
泉区上飯田町字
松並４０５９－
１

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
法第32条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和3年5月28日及び同
年6月14日、監査を実施。6件の違反が認められた。（１）整備管理者
の選任（変更）届出違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の
2、道路運送車両法第52条）、（２）運行管理者の解任届出違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第19条）、（３）事業計画の変更認可違
反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、（４）事業計画事前届出違
反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）、（５）事業の無届出休止
（貨物自動車運送事業法第32条）、（６）報告義務違反（貨物自動車
運送事業法第60条第1項）

2 2

貨物 2021 12 14

株式会社安全丸和輸送
（法人番号
6040001020467）代表
者和佐見雄司

千葉県八千代市八千代
台北９－１３－４

東関東
茨城県稲敷郡阿
見町中央４－８
－１９

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和3年4
月20日及び同年5月13日、監査を実施。10件の違反が認められた。
（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第3条第4項）、（２）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条）、（３）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第8条第1項）、（４）運行記録計による記録義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（５）運転者に対する指
導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、
（６）事故惹起運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第2項）、（７）事業計画の変更認可違反（貨物自動
車運送事業法第9条第1項）、（８）事業計画事前届出違反（貨物自動
車運送事業法第9条第3項）、（９）事業計画事後届出違反（貨物自動
車運送事業法第9条第3項）、（１０）自動車に関する表示義務違反
（道路運送法第95条）

2 2

貨物 2021 12 14

ゴシャ運輸株式会社（法
人番号
8020001128657）代表
者中田健一

神奈川県川崎市川崎区
昭和２－１７－８

本社
神奈川県川崎市
川崎区昭和２－
１７－８

輸送施設の使用停止
（90日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

無免許運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和3年
4月20日及び同年5月11日、監査を実施。10件の違反が認められた。
（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第3条第4項）、（２）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第6項）、（３）点呼の実施義務違反等（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条）、（４）乗務等の記録事項違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（５）運行記録計による
記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（６）運行
指示書の作成義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の
3）、（７）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第1項）、（８）初任運転者に対する適性診断受診義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（９）整備管理
者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の
4）、（１０）事故の未報告（貨物自動車運送事業法第24条、自動車事
故報告規則第3条第1項）

9 9

貨物 2021 12 14
壱岐興業株式会社（法人
番号1011701000451）
代表者鬼塚清功

東京都江戸川区船堀１
－１－１－１１０６

本社
千葉県船橋市潮
見町３５－９

輸送施設の使用停止
（230日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の2

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和3年6月2日及び同年
6月14日、監査を実施。10件の違反が認められた。（１）疾病のおそれ
のある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（２）
乗務等の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1
項）、（３）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第9条）、（４）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（５）高齢運転者に対する指導
監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（６）高
齢運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第2項）、（７）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第3条の2）、（８）整備管理者の研修受講義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4）、（９）運行管理者
の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1
項）、（１０）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

23 23

貨物 2021 12 14
上野運輸株式会社（法人
番号4010001037739）
代表者上野勝久

東京都中央区勝どき３
－３－１０

本社
東京都中央区勝
どき３－３－１
０

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

過積載運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和3年
11月9日、監査を実施。1件の違反が認められた。（１）過積載運送
（貨物自動車運送事業法第17条第3項）

3 3

貨物 2021 12 14
竹原商店株式会社(法人
番号9260001030573）
代表者竹原聡

岡山県倉敷市鶴の浦3丁
目2-16

本社営業所
岡山県倉敷市鶴
の浦3丁目2-16

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和2年12月3日及び令和3年1月15日、情報提供を端緒として監査を実
施。5件の違反が認められた。(1)点呼の記録事項義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第7条第5項）、(2)乗務等
の記録事項義務違反（安全規則第8条第1項）、(3)運転者台帳の作成義
務違反（安全規則第9条の5第1項）、(4)運転者台帳の記載事項義務違
反（安全規則第9条の5第1項）、(5)特定の運転者に対する適性診断受
診義務違反（安全規則第10条第2項）

0 0



貨物 2021 12 14 瀬良垣一也
沖縄県国頭郡恩納村恩
納2598

恩納運送
沖縄県国頭郡恩
納村恩納2205ｰ3

輸送施設の使用停止
(165日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下「事業
法」）第17条第4項

令和3年10月13日、沖縄県公安委員会から通知のあった道路交通法令違
反を端緒とし監査実施。15件の違反が認められた。(1)自動車車庫の位
置及び収容能力違反（貨物自動車運送事業法施行規則（以下「施行規
則」）第2条第1項第4号）、(2)乗務員の休憩施設の位置及び収容能力
違反（施行規則第2条第1項第5号）、(3)事業計画変更の事後届出違反
（施行規則第7条第1項第3号）、(4)過労運転の防止措置義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第1項第6
号）、(5)日常点検の未実施(道路運送車両法第47条の2)、(6)定期点検
整備等の未実施(道路運送車両法第48条)、(7)過積載運送の引き受け
（事業法第17条第3項）、(8)過積載運送防止の指導及び監督の怠慢
（安全規則第4条）、(9)点呼の記録違反（安全規則第7条第5項）、(10)
乗務等の記録違反（安全規則第8条）、(11)運行記録計の記録違反（安
全規則第9条）、(12)運転者台帳の未作成（安全規則第9条の5第1項）
、(13)運転手に対する指導及び監督違反（安全規則第10条第1項）、
(14)運転者に対する特別な指導の実施義務違反（安全規則第10条第2
項）、(15)運転者に対する運転適性診断受診義務違反（安全規則第10
条第2項）

17 17

タクシー 2021 12 14
美玉交通有限会社 代表
者 真鍋 禅

東京都小平市大沼町１
－２５－２０

本社営業所
東京都小平市大
沼町１－２５－
２０

輸送施設の使用停止
（20日車）

道路運送車両法第５
８条第１項

令和3年6月28日、無車検運行があった旨の情報を端緒として監査を実
施。2件の違反が認められた。(1)無車検運行(道路運送車両法第58条第
1項)､(2)整備管理者の研修受講義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則
第46条)

2 2

貸切バス 2021 12 14

有限会社千代田バス（法
人番号：
7012702000006） 代
表者 工藤 征暢

東京都東久留米市野火
止3-6-24

相模原営業
所

神奈川県相模原
市中央区南橋本
2-5-24

処分日車数10日車の
ため、一般貸切旅客
自動車運送事業者に
対する行政処分等の
基準3.(6)により文書
警告

旅客自動車運送事業
運輸規則第48条の4
第1項

令和3年10月18日、定期的な監査を実施。2件の違反が認められた。(1)
点呼の記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第
24条第5項)､(2)運行管理者に対する講習受講義務違反(運輸規則第48条
の4第1項)

1 1

貸切バス 2021 12 14
喜楽観光株式会社(法人
番号9140001074938)
代表者簑田達男

兵庫県加東市下久米字
田中629番地4号

本社
兵庫県加東市下
久米字田中629番
地4号

警告(処分日車数40日
車のため、一般貸切
旅客自動車運送事業
者に対する行政処分
等の基準3.(6)による)

道路運送法第27条第
3項

令和3年10月27日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。2件の違
反が認められた。(1)「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者
に対して行う指導及び監督の指針」(以下「運転者に対する指導監督告
示」という。)による運転者に対する特別な指導及び適性診断受診義務
違反【特別な指導の実施状況】(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、｢
運輸規則｣)第38条第2項)、(2)運転者に対する指導監督告示による運転
者に対する特別な指導及び適性診断受診義務違反【適性診断の受診状
況】(運輸規則第38条第2項)

15 4

貨物 2021 12 15

株式会社アクティブ・ロ
ジスティクス（法人番号
1050001012798）代表
者寺田英光

千葉県千葉市稲毛区山
王町３４５－１

三和
茨城県古河市上
和田３０５

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第5項

救護措置義務違反があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、
令和3年11月30日、監査を実施。3件の違反が認められた。（１）点呼
の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）、
（２）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第1項）、（３）自動車に関する表示義務違反（道路運送法
第95条）

0 0

貨物 2021 12 15

ゴールドライナー株式会
社（法人番号
1140001081479）代表
者田村良一

兵庫県宝塚市御殿山1-
52

本社
兵庫県宝塚市す
みれガ丘3丁目5-
1-504

輸送施設の使用停止
(40日車)

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

令和3年7月1日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。8件の違反
が認められた。（1）事業計画変更認可違反【自動車車庫の位置及び収
容能力違反】（貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号）、
（2）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗
務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則(以
下「安全規則」)第3条第4項）、（3）点呼の実施違反【未実施】（安
全規則第7条第1項～第3項）、（4）点呼の記録違反【記載事項等の不
備】（安全規則第7条第5項）、（5）乗務等の記録違反【記載事項等の
不備】（安全規則第8条）、（6）運行指示書【記載事項等の不備】(安
全規則第9条の3第1項～第3項)、（7）運転者台帳【記載事項等の不
備】（安全規則第9条の5第1項）、（8）「貨物自動車運送事業者が事
業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者
に対する特別な指導及び運転適性診断受診義務違反【運転適性診断の
受診状況】（安全規則第10条第2項）

4 4

貨物 2021 12 15
株式会社香寺運輸（法人
番号9140001063437）
代表者宮田英樹

兵庫県姫路市香寺町中
村548番地

本社
兵庫県姫路市香
寺町中村字中ノ
坪548

輸送施設の使用停止
(40日車)

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和3年7月15日、死亡事故を引き起こしたことを端緒に監査を実施。4
件の違反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の
運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）点呼
の実施違反【未実施】（安全規則第7条第1項～第3項）、（3）運行指
示書【作成、指示又は携行の義務違反】(安全規則第9条の3第1項～第3
項)、（4）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して
行う指導及び監督の指針」による運転者に対する指導及び監督違反
【一部不適切】（安全規則第10条第1項）

4 4

貨物 2021 12 15

タニハナ物流株式会社
（法人番号
5150001006571）代表
者谷口美雄

奈良県天理市庵治町736
番地

本社
奈良県天理市西
長柄町20グリー
ンハイツ202号室

輸送施設の使用停止
(50日車)

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

令和3年7月27日、労働局からの通報を端緒に監査を実施。7件の違反が
認められた。（1）事業計画変更認可違反【営業所の位置（運輸局長が
指定する区域外に限る。）の違反】（貨物自動車運送事業法施行規則
（以下「施行規則」）第2条第1項第2号）、（2）事業計画変更事後届
出違反【主たる事務所の名称及び位置の変更違反】（施行規則第7条第
1項第1号）、（3）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤
務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（4）点検整備違反
【定期点検整備等の未実施】（安全規則第3条の2、道路運送車両法第
48条）、（5）点呼の実施違反【未実施】（安全規則第7条第1項～第3
項）、（6）運行記録計による記録違反【記録】（安全規則第9条）、
（7）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指
導及び監督の指針」による運転者に対する特別な指導及び運転適性診
断受診義務違反【運転適性診断の受診状況】（安全規則第10条第2項）

5 5

貨物 2021 12 15
株式会社エム(法人番号
9260001026720） 代
表者槙野裕一

岡山県倉敷市中庄1504
番地5

本社営業所
岡山県岡山市南
区築港新町1丁目
12番32号

事業停止（30日
間）、輸送施設の使
用停止（40日車）及
び文書警告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項及び
同条第4項

令和元年12月4日、令和2年1月22日及び同年6月4日、情報提供を端緒
として監査を実施。10件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵
守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条
第4項）、(2)乗務時間等告示のなお書き遵守違反（安全規則第3条第4
号）、(3)点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項、第2項及び第3
項）、(4)点呼の記録義務違反（安全規則第7条第5項）、(5)点呼の記録
事項義務違反（安全規則第7条第5項）、(6)乗務等の記録事項義務違反
（安全規則第8条第1項）、(7)運行記録計の記録義務違反（安全規則第
9条）、(8)運行指示書の記載事項義務違反（安全規則第9条の3第1項及
び第2項）、(9)運転者台帳の記載事項義務違反（安全規則第9条の5第1
項）、(10)特定の運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第
10条第2項）
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貨物 2021 12 16
大豊物流株式会社（法人
番号5080001014202)
代表者大井主税

静岡県牧之原市細江
6054-1

本社営業所
静岡県牧之原市
細江6244番地

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和3年11月9日､監査方針に基づき､監査を実施｡2件の違反が認められ
た｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第4項)､(2)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第1項)

0 0



タクシー 2021 12 16

澤田タクシー株式会社
（法人番号
7200001021308) 代表
者澤田眞司

岐阜県土岐市駄知町407
番地1号

本社営業所
岐阜県土岐市駄
知町407番地1号

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第24条第5
項

令和3年12月6日、監査方針に基づき、監査を実施。2件の違反が認めら
れた。(1)点呼の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第24条
第5項)､(2)乗務等の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第
25条第3項)

0 0

タクシー 2021 12 16 吉野豊 大阪府大阪市 大阪府大阪市
輸送施設の使用停止
(80日車)

道路運送法(以下｢
法｣)第20条

令和3年7月16日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。3件の違反
が認められた。(1)営業区域外旅客運送(法第20条)、(2)乗務等の記録義
務違反【記録事項の不備】(旅客自動車運送事業運輸規則第25条第3
項、第4項)、(3)運賃届出、運賃変更届出違反【未届出、不当運賃収
受】(タクシー適正化･活性化法第16条の4第1項)

8 8

貸切バス 2021 12 16

株式会社ハラショー観光
（法人番号
2290001062348） 代
表者原口典道

福岡県八女郡広川町大
字藤田1426-7

本社営業所
福岡県八女郡広
川町大字藤田
1426-7

輸送施設の使用停止
（130日車）

道路運送法（以下｢
法｣）第9条の2、法
第27条第3項

令和3年3月10日、監査実施。2件の違反が認められた。(1)運賃料金事
前届出、運賃料金変更事前届出違反（道路運送法第9条の2第1項）、
(2)運送引受書の記載事項不備違反（旅客自動車運送事業運輸規則第7条
の2第1項）

19 19

貨物 2021 12 17
株式会社クロト（法人番
号2180301022888) 代
表者下田将之

愛知県西尾市丁田町五
助57番地

岡崎営業所
愛知県岡崎市大
平町字大河内12
番1

輸送施設の使用停止
(20日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和3年8月6日､重傷事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡7件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)点呼の実施義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録記載事
項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(4)乗務等の記録
記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(5)運転者に対
する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1
項)､(6)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第2項)､(7)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)

2 2

貨物 2021 12 17
有限会社西村商事(法人
番号7260002027513）
代表者西村佳明

岡山県新見市哲多町花
木2178番地

本社
岡山県新見市哲
多町本郷852-2

輸送施設の使用停止
（110日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
9条第1項、同条第3
項後段、法第17条第
1項第1号、同項第2
号、同条第4項及び
法第60条第1項

令和2年11月4日及び令和3年4月9日、情報提供を端緒として監査を実
施。15件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反（車庫）
（貨物自動車運送事業法施行規則（以下「施行規則」）第2条第1項第4
号）、(2)事業計画の変更認可違反（休憩・睡眠施設）（施行規則第2条
第1項第5号）、(3)事業計画の変更事後届出違反（施行規則第7条第1項
第3号）、(4)乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、(5)疾病・疲労等のおそれの
ある乗務禁止違反（安全規則第3条第6項）、(6)整備管理者の変更届出
義務違反（安全規則第3条の2）、(7)事業用自動車の定期点検整備記録
簿の記録事項義務違反（安全規則第3条の2）、(8)整備管理者の研修受
講義務違反（安全規則第3条の4）、(9)点呼の実施義務違反（安全規則
第7条第1項、第2項及び第3項）、(10)点呼の記録事項義務違反（安全
規則第7条第5項）、(11)乗務等の記録義務違反（安全規則第8条第1
項）、(12)運転者台帳の記載事項義務違反（安全規則第9条の5第1
項）、(13)運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1
項）、(14)運行管理者の講習受講義務違反（安全規則第23条第1項）、
(15)運賃料金の変更事前届出違反（貨物自動車運送事業報告規則第2条
の2）

11 11

乗合バス 2021 12 17
羽後交通株式会社（法人
番号6410001008788）
代表者齋藤善一

秋田県横手市前郷二番
町4番10号

横手営業所
秋田県横手市神
明町14番地15号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和3年10月4日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、1件の違
反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反（運輸規則第
38条第1項）

0 0

乗合バス 2021 12 17
株式会社東海バス（法人
番号3080101013304)
代表者眞野大輔

静岡県伊東市渚町2番地
28号

沼津営業所

静岡県沼津市大
平字中堀合1791､
1790-1､1792-1､
1793-1

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和3年10月22日、監査方針に基づき、監査を実施。1件の違反が認め
られた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸
規則第38条第1項)

1 0

貨物 2021 12 20
株式会社進運貨物（法人
番号1390001011659）
代表者須田美津子

山形県米沢市通町5丁目
4番31号

窪田営業所
（現：米沢
支店）

山形県米沢市窪
田町窪田1908-3
（現：山形県米
沢市大字竹井
2588-486）

輸送施設の使用停止
（130日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和2年11月25日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、9件の
違反が認められた｡（1）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項、
第2項）、（2）点呼の記録義務違反【不実記載】（安全規則第7条第5
項）、（3）乗務等の記録義務違反（安全規則第8条）、（4）運行記録
計による記録義務違反（安全規則第9条）、（5）運転者台帳の作成義
務違反（安全規則第9条の5第1項）、（6）運転者台帳の作成義務違反
【記載事項等の不備】（安全規則第9条の5第1項）、（7）運転者に対
する指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）、（8）初任運転者に
対する指導監督義務違反（安全規則第10条第2項）、（9）初任運転者
に対する適性診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）

13 13

貨物 2021 12 20
花畑運送株式会社（法人
番号1011801011233）
代表者向田寛

東京都足立区佐野２－
１２－３

本社
東京都足立区佐
野２－１２－３

事業停止（30日
間）、輸送施設の使
用停止（75日車）

貨物自動車運送事業
法第27条第1項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年10
月16日及び同年10月22日、監査を実施。14件の違反が認められた。
（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第3条第4項）、（２）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第7条）、（３）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第8条第1項）、（４）乗務等の記録保存義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（５）運行記録計による
記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（６）運行
指示書の作成義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の
3）、（７）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第1項）、（８）高齢運転者に対する指導監督違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（９）高齢運転者に対
する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条
第2項）、（１０）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条の2）、（１１）運行管理者の講習受講義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項）、（１２）運行管理補助者
の要件違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項）、（１
３）名義貸し（貨物自動車運送事業法第27条第1項）、（１４）報告義
務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

38 38

貨物 2021 12 20
大橋運輸有限会社（法人
番号1210002000760)
代表者大橋寛孝

福井県福井市小稲津町
39-71

本社営業所

福井県福井市小
稲津町参九字下
畑44-1、45-1、
43-1

輸送施設の使用停止
(195日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和3年4月5日及び令和3年4月21日､酒気帯び運転による重傷事故を端
緒として､監査を実施｡10件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告
示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)日常点
検未実施(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)､(3)点呼の実施義
務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに
第3項)､(4)点呼の記録不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条
第5項)､(5)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第8条)､(6)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第9条の3第1項)､(7)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(8)運転者に対する指導監督義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(9)運転者に対する指
導監督記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､
(10)運行管理者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第22条)

20 20



貨物 2021 12 20
有限会社近江典禮(法人
番号3160002000450)代
表者稲本敏明

滋賀県大津市里3丁目7-
27

本社
滋賀県大津市里
三丁目7番27号

輸送施設の使用停止
(70日車)

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和3年8月5日及び同年8月25日、法令違反の疑いがあることを端緒に
監査を実施。10件の違反が認められた。（1）疾病、疲労等のおそれの
ある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条
第6項）、（2）無車検運行（安全規則第3条の2、道路運送車両法（以
下「車両法」）第58条第1項）、（3）点検整備違反【定期点検整備等
の未実施】（安全規則第3条の2、車両法第48条）、（4）（5）点呼の
記録違反【記録】及び【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5
項）、（6）(7)乗務等の記録違反【記録】及び【記載事項等の不備】
（安全規則第8条）、（8）運転者台帳【記載事項等の不備】（安全規
則第9条の5第1項）、（9）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の
運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する特別
な指導及び運転適性診断受診義務違反【運転適性診断の受診状況】
（安全規則第10条第2項）、（10）報告義務違反（貨物自動車運送事業
法第60条第1項）

7 7

貨物 2021 12 20
加藤運送有限会社（法人
番号6500002018026)
代表者加藤守

愛媛県今治市喜田村7-
5-36

本社営業所
愛媛県今治市喜
田村7-3-18

輸送施設の使用停止
（30日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号、第4項、第60条
第1項

令和3年10月15日、労働局と合同で監査を実施したところ、4件の違反
が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、連
続運転時間の限度を超えて乗務していた者があったこと（貨物自動車
運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、(2)新たに
雇い入れした運転者及び高齢運転者に対して事業用自動車の運行の安
全を確保するために遵守すべき事項についての特別な指導が不適切
だったこと（安全規則第10条第2項）、(3)新たに雇い入れした運転者
及び高齢運転者に対して法令で定められた適性診断を受診させていな
かったこと（安全規則第10条第2項）、(4)事業実績報告書の提出をし
ていなかったこと（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

3 3

貨物 2021 12 20
小倉陸運有限会社（法人
番号4290802002450）
代表者中尾靖崇

福岡県北九州市小倉北
区片野3-3-17

本社営業所
福岡県北九州市
小倉北区片野3-
3-17

文書警告
貨物自動車運送事業
法法第17条第4項

令和3年11月22日、監査実施。3件の違反が認められた。(1)運転者台帳
の記載事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下｢安全規
則｣）第9条の5第1項)、(2)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5
項)、(3)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2
項)

0 0

貸切バス 2021 12 20

有限会社新栄観光バス
（法人番号
9400002008901） 代
表者千葉稲夫

岩手県花巻市松園町490
番地2

本社営業所
岩手県花巻市松
園町490番地2

文書警告(処分日車数
50日車のため、一般
貸切旅客自動車運送
事業者に対する行政
処分等の基準3.(6)に
よる)

道路運送法第27条第
3項

令和3年11月4日及び11日、監査方針を端緒として監査を実施した結
果、2件の違反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則（以下｢運輸規則｣）第38条第1項）、
（2）初任運転者に対する指導義務違反（運輸規則第38条第2項）

5 5

貸切バス 2021 12 20
有限会社夢ツアーズ(法
人番号3140002022686)
代表者籾井博員

兵庫県三木市口吉川町
殿畑23-2

本社
兵庫県三木市口
吉川町殿畑23番
地の2

警告(処分日車数20日
車のため、一般貸切
旅客自動車運送事業
者に対する行政処分
等の基準3.(6)による)

道路運送法第27条第
3項

令和3年11月10日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。1件の違
反が認められた。(1)点呼の記録義務違反【記載事項の不備】(旅客自動
車運送事業運輸規則第24条第5項)

22 2

貨物 2021 12 21
株式会社ムラタ（法人番
号2140001051588）代
表者村田篤彦

兵庫県尼崎市次屋1-19-
7

本社
兵庫県尼崎市次
屋1-19-7

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和3年11月17日、死亡事故を引き起こしたことを端緒に監査を実施。
3件の違反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自動車
の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動
車輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）乗務等の記
録違反【記載事項等の不備】（安全規則第8条）、（3）「貨物自動車
運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指
針」による運転者に対する指導及び監督違反【一部不適切】（安全規
則第10条第1項）

0 0

乗合バス 2021 12 22

松江一畑交通株式会社
（法人番号
7280001000675） 代
表者立脇等

島根県松江市上東川津
町1238番地

本社営業所
島根県松江市上
東川津町1238番
地

文書勧告
道路運送法第27条第
3項

令和3年12月22日、情報提供を端緒として監査を実施。1件の違反が認
められた。早発の禁止違反 （旅客自動車運送事業運輸規則第12条）

0 0

貸切バス 2021 12 21

有限会社アズバス（法人
番号：
8040002084212） 代
表者 宮内 進

千葉県旭市井戸野4493-
13

本社営業所
千葉県旭市岩井
字五本松1285-1

輸送施設の使用停止
（110日車）

道路運送法第9条の2
第1項

令和3年5月31日及び令和3年6月17日、定期的な監査を実施。8件の違
反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2第
1項)､(2)運送引受書の記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則(以
下｢運輸規則｣)第7条の2第1項)､(3)損害賠償責任保険(共済)締結義務違
反(運輸規則第19条の2)､(4)乗務時間等告示の遵守違反(運輸規則第21条
第1項)､(5)疾病のおそれのある乗務(運輸規則第21条第5項)､(6)乗務等
の記録の記録事項不備(運輸規則第25条第2項)､(7)運行指示書の記載事
項不備(運輸規則第28条の2第1項)､(8)運転者に対する指導監督義務違反
(運輸規則第38条第1項)

11 11

貸切バス 2021 12 21

有限会社ミヨシ観光（法
人番号：
3040002011451） 代
表者 荒井 透雄

千葉県千葉市中央区川
戸町461-14

本社営業所
千葉県千葉市若
葉区下田町983-
1-2

輸送施設の使用停止
（200日車）

道路運送法第9条の2
第1項

令和3年6月4日、定期的な監査を実施。6件の違反が認められた。(1)運
賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2第1項)､(2)運送引受書の
交付義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第7条の2
第1項)､(3)運送引受書の記載事項の不備(運輸規則第7条の2第1項)､(4)
疾病のおそれのある乗務(運輸規則第21条第5項)､(5)運転者に対する指
導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(6)定期点検整備等の未実施(運
輸規則第45条)

20 20

貸切バス 2021 12 21

有限会社勝沼観光（法人
番号：
2090002011539） 代
表者 西海 達彦

山梨県甲州市勝沼町菱
山4176

本社営業所
山梨県甲州市勝
沼町菱山4176

輸送施設の使用停止
（190日車）

道路運送法9条の2第
1項

令和3年7月27日及び令和3年8月2日、定期的な監査を実施。10件の違
反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法(以下｢運送
法｣)第9条の2第1項)､(2)運行管理者の選任届出違反(運送法第23条第3
項)､(3)疾病のおそれのある乗務(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運
輸規則｣)第21条第5項)､(4)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)､
(5)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)､(6)初任
及び高齢運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､
(7)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)､
(8)無車検運行(車両法第58条第1項)､(9)整備管理者の研修受講義務違反
(運輸規則第46条)､(10)運行管理補助者の届出義務違反(運輸規則第68
条)

19 19

貸切バス 2021 12 21

矢作観光 株式会社（法
人番号：
7040001105060） 代
表者 矢作 賢一

千葉県市川市中国分2-
16-22

本社営業所
千葉県印旛郡
酒々井町中川11-
3 2F

文書警告
道路運送法第94条第
1項

令和3年11月8日、定期的な監査を実施。1件の違反が認められた。(1)
報告義務違反(道路運送法第94条第1項)

0 0

貸切バス 2021 12 21

Ｅ商国際株式会社（法人
番号：
7290001022966） 代
表者 久保田 カイトウ

福岡県福岡市中央区天
神3-4-1

千葉営業所
千葉県富里市七
栄652-281

文書警告
道路運送法第94条第
1項

令和3年11月8日、定期的な監査を実施。1件の違反が認められた。(1)
報告義務違反(道路運送法第94条第1項)

0 0



貨物 2021 12 22
有限会社田邉商店（法人
番号5120102022801）
代表者田邉哲也

大阪府泉南郡田尻町吉
見339番地の5

本社
大阪府泉佐野市
湊4-1-47-602号

輸送施設の使用停止
(100日車)

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

令和3年7月29日及び同年8月18日、労働局からの通報を端緒に監査を実
施。9件の違反が認められた。（1）事業計画変更認可違反【営業所の
位置（運輸局長が指定する区域外に限る。）の違反】（貨物自動車運
送事業法施行規則(以下「施行規則」)第2条第1項第2号）、（2）事業
計画変更認可違反【乗務員の休憩・睡眠施設の位置及び収容能力違
反】（施行規則第2条第1項第5号）、（3）「貨物自動車運送事業の事
業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」(以下「乗務
時間等告示」)の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下
「安全規則」）第3条第4項）、（4）乗務時間等告示なお書きの遵守違
反（一運行の勤務時間）（安全規則第3条第4項）、（5）（6）点呼の
実施違反【未実施】及び【不適切】（安全規則第7条第1項～第3項）、
（7）点呼の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、
（8）乗務等の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第8条）、
（9）運行記録計による記録違反【記録】（安全規則第9条）

10 10

貨物 2021 12 22
合名会社北部産業(法人
番号2360003004778 )代
表者大城貞彦

沖縄県今帰仁村平敷77ｰ
1

本社営業所
沖縄県今帰仁村
平敷77ｰ1

輸送施設の使用停止
(30日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

令和3年11月17日、沖縄県公安委員会から通知のあった道路交通法令違
反を端緒とし監査実施。1件の違反が認められた。(1)過積載運送の引き
受け（貨物自動車運送事業法第17条第3項）

3 3

タクシー 2021 12 22

アトムタクシー有限会社
（法人番号
9500002009476） 代
表者兵頭和之

愛媛県松山市朝生田町
4-5-12

本社営業所
愛媛県松山市朝
生田町4-5-12

輸送施設の使用停止
（40日車）、文書警
告

道路運送法第27条第
3項

令和3年9月14日、労働局と合同で監査を実施したところ、5件の違反が
確認された。(1)運転者に対する点呼が確実になされていなかったこと
（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第24条第1項、第
2項）、(2)運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であった
こと（運輸規則第24条第5項） 、(3)高齢運転者に対して事業用自動車
の運行の安全を確保するために遵守すべき事項についての特別な指導
が不適切だったこと（運輸規則第38条第2項）、(4)高齢運転者に対し
て法令で定められた適性診断を受診させていなかったこと（運輸規則
第38条第2項）、(5)運行管理者に対して法令で定められた講習を受講
させていなかったこと（運輸規則第48条の4第1項）

4 4

タクシー 2021 12 22 前田悦子
福岡県福岡市城南区樋
井川

巧力タク
シー

福岡県福岡市城
南区樋井川

輸送施設の使用停止
（60日車）、文書警
告

道路運送法第27条第
3項、道路運送車両
法（以下｢車両法｣）
第48条、車両法第
58条第1項

令和3年9月29日、監査実施。2件の違反が認められた。(1)定期点検整
備の実施違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下｢運輸規則｣）第45
条、道路運送車両法（以下｢車両法｣）第48条）、(2)無車検運行違反
（運輸規則第45条、車両法第58条第1項）

6 6

貸切バス 2021 12 23
ユタカ交通株式会社(法
人番号9120901020084)
代表者末永政敏

大阪府池田市住吉2丁目
1番24号

阪神
兵庫県伊丹市下
河原2丁目1番3号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和3年10月18日及び同年11月2日、法令違反の疑いを端緒として監査
を実施。1件の違反が認められた。｢旅客自動車運送事業者が事業用自
動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針｣による運転者に対する
指導監督義務違反【一部不適切】(旅客自動車運送事業運輸規則第38条
第1項)

25 0

貸切バス 2021 12 23

株式会社かびら観光交通
（法人番号
6360001013364） 代表
者伊良皆高司

沖縄県石垣市川平886番
地

本社営業所
沖縄石垣市字川
平886

文書警告（処分日車
数0日車のため、一般
貸切旅客自動車運送
事業者に対する行政
処分等の基準3．(2)
による）

道路運送法第23条第
3項

令和3年12月7日、適正化実施機関からの情報提供を端緒に監査を実
施。１件の違反が認められた。（１）運行管理者の選任解任届出違反
（第23条第3項）

0 0

貸切バス 2021 12 23

いりおもて観光株式会社
（法人番号
5360001013051） 代表
者屋宜靖

沖縄県八重山郡竹富町
字南風見仲58番地の22

本社営業所
沖縄県八重山郡
竹富町字南風見
仲58番地の22

文書警告（処分日車
数0日車のため、一般
貸切旅客自動車運送
事業者に対する行政
処分等の基準3．(2)
による）

道路運送法第23条第
3項

令和3年12月8日、適正化実施機関からの情報提供を端緒に監査を実
施。1件の違反が認めれた。（１）運行管理者の選任解任届出違反（第
23条第3項）

0 0

貨物 2021 12 24
株式会社田平陸送（法人
番号6120001153003）
代表者田平秀行

大阪府交野市倉治3丁目
60番1号

本社
大阪府交野市倉
治3丁目60番1号

輸送施設の使用停止
(30日車)

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和3年6月28日、同年8月19日及び同年10月4日、死亡事故を引き起こ
したことを端緒に監査を実施。3件の違反が認められた。（1）「貨物
自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係
る基準」の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全
規則」）第3条第4項）、（2）運行指示書【作成、指示又は携行の義務
違反】(安全規則第9条の3第1項～第3項)、（3）「貨物自動車運送事業
者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による
運転者に対する指導及び監督違反【一部不適切】（安全規則第10条第1
項）

3 3

タクシー 2021 12 24
錦生・友喜タクシー有限
会社 代表者 小野 浩
明

山梨県笛吹市御坂町栗
合１１２－２

本社営業所
山梨県笛吹市御
坂町栗合１１２
－２

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第３８条第
１項

令和3年10月4日、長期間監査未実施であることを端緒として監査を実
施。2件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅
客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)､(2)定期点検整備の未実施(道
路運送車両法第48条)

0 0

タクシー 2021 12 24

有限会社西條タクシー
(法人番号
1240002027719） 代
表者上田俊二

広島県東広島市西条町
大字御薗宇633-5

本社営業所

広島県東広島市
西条町大字御薗
宇字前長者633番
地5号

輸送施設の使用停止
（60日車）

道路運送法第27条第
3項

令和3年8月6日、情報提供を端緒として監査を実施。1件の違反が認め
られた。無車検運行（旅客自動車運送事業運輸規則第45条）

6 6

貨物 2021 12 27

有限会社平林荷役商事
（法人番号
5100002025757） 代
表者平林崇

長野県東筑摩郡山形村
3703番地1

本社営業所
長野県東筑摩郡
山形村3703番地1

文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項及び同条
第4項

令和2年11月26日、監査実施。3件の違反が認められた。（1）乗務時間
等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）（2）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項、
第2項）（3）点呼の記録記載不備（安全規則第7条第5項）

0 0

貨物 2021 12 27
佐野運輸株式会社（法人
番号4080101008609)
代表者佐野一弘

静岡県富士市今泉字三
条318-2

本社営業所
静岡県富士市今
泉字三条318-2

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和3年10月18日及び令和3年11月19日､公安委員会からの通知を端緒
として､監査を実施｡9件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の
遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)点呼の実施
不適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(3)点
呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､
(4)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8
条)､(5)乗務等の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8
条)､(6)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第9条)､(7)事故の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9
条の2)､(8)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第9条の5第1項)､(9)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第10条第1項)

0 0

貨物 2021 12 27

岩国紙物流株式会社(法
人番号
6250001012261） 代
表者三紙ひとみ

山口県岩国市新港町二
丁目6番2号

岩国支店
山口県岩国市飯
田町1丁目3393-6

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号及び同条第4項

令和3年6月29日及び同年12月22日、救護義務違反があったことを端緒
として監査を実施。9件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第
4項）、(2)点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項、第2項及び第3
項）、(3)点呼の記録義務違反（安全規則第7条第5項）、(4)点呼の記録
事項義務違反（安全規則第7条第5項）、(5)乗務等の記録事項義務違反
（安全規則第8条第1項）、(6)運行指示書の記載事項義務違反（安全規
則第9条の3第1項及び第2項）、(7)運転者台帳の作成義務違反（安全規
則第9条の5第1項）、(8)運転者台帳の記載事項義務違反（安全規則第9
条の5第1項）、(9)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反（安全
規則第10条第1項）

0 0



貨物 2021 12 27
株式会社宝島（法人番号
1330001018296）代表
者野﨑徹

熊本県玉名市天水町部
田見2831番地2

本社営業所
熊本県玉名市天
水町部田見2825-
1

輸送施設の使用停止
（60日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第11
条、法第17条第1項
第1号、法第17条第
4項、法第60条第1
項

令和3年7月13日、監査実施。7件の違反が認められた。(1)運送約款等
の掲示違反(貨物自動車運送事業法第11条)、(2)乗務時間等の基準の遵
守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第3条第4
項)、(3)疾病、疲労等のおそれのある乗務(安全規則第3条第6項)、(4)
運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(5)運転者台帳の記載
事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(6)運転者に対する指導監督違
反(安全規則第10条第1項)、(7)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第
60条第1項)

6 6

貸切バス 2021 12 27

エスエス観光自動車株式
会社(法人番号
6130001043095) 代表
者佐竹俊樹

京都府京丹後市網野町
島津2715番地の1

本社営業所
京都府京丹後市
網野町島津2715
番地の1

文書警告(処分日車数
10日車のため、一般
貸切旅客自動車運送
事業者に対する行政
処分等の基準3.(6)に
よる）

道路運送法第27条第
3項

令和3年11月11日及び同年12月10日、法令違反の疑いを端緒として監
査を実施。1件の違反が認められた。運送引受書の交付義務違反【記載
事項の不備】(旅客自動車運送事業運輸規則第7条の2第1項)

8 1

タクシー 2021 12 28

つばめ自動車株式会社
（法人番号
6180001038339) 代表
者天野清美

愛知県名古屋市中区栄1
丁目21番地17号

本社営業所
愛知県名古屋市
中区栄1丁目21番
地17号

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和3年12月3日、監査方針に基づき、監査を実施。1件の違反が認めら
れた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規
則第38条第1項)

0 0

貨物 2022 1 4
株式会社三恵（法人番号
1180301008723) 代表
者青木勝治

愛知県豊橋市前芝町字
西青6番地の1

本社営業所
愛知県豊橋市前
芝町字西青38番
地

輸送施設の使用停止
(70日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和3年6月28日及び令和3年7月2日､死亡事故を引き起こしたことを端
緒として､監査を実施｡7件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示
の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)一の運行
の勤務時間遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(3)
健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)､(4)点呼
の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)事故
の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の2)､(6)運
転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10
条第1項)､(7)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第10条第2項)

7 7

貸切バス 2022 1 4

株式会社伊豆中央自動車
（法人番号
2080101004948) 代表
者佐藤諭

静岡県伊豆市下白岩553
番地

本社営業所
静岡県伊豆市下
白岩字西553番地

文書警告
道路運送法第94条第
1項

令和3年12月6日、監査方針に基づき、監査を実施。1件の違反が認めら
れた。(1)事業報告書未提出(道路運送法第94条第1項)

0 0

貸切バス 2022 1 4

株式会社シーエイチアイ
（法人番号
8010401017741） 代
表者露崎強

東京都港区元麻布3-4-
41

ホテルセキ
ア営業所

熊本県玉名郡南
関町大字関村字
上床1556-59

文書警告

道路運送法（以下
「法」）第23条第3
項、法第27条第3
項、道路運送車両法
第52条

令和3年11月25日、監査実施。2件の違反が認められた。(1)運行管理者
の選任（解任）未届出違反（旅客自動車運送事業運輸規則第68条）、
(2)整備管理者の選任（変更）未届出違反（道路運送車両法第52条）

13 0

貸切バス 2022 1 4

熊交観光バス株式会社
（法人番号
2330001011110） 代
表者住永裕司

熊本県上益城郡益城町
大字広崎字大友789

本社営業所
熊本県上益城郡
益城町大字広崎
字大友789

文書警告、文書勧告

道路運送法第15条第
1項、道路運送法施
行規則第66条第1項
第6号

令和3年10月11日、監査実施。2件の違反が認められた。(1)事業計画の
変更認可違反(道路運送法第15条第1項)、(2)届出義務違反(道路運送法
施行規則第66条第1項第6号)

10 10

タクシー 2022 1 5

株式会社ＮＩＳＩＫＩタ
クシー(法人番号
2240001043732） 代
表者梅村尚史

広島県広島市西区中広
町2丁目10番3号

中広営業所
広島県広島市西
区中広町2丁目10
番3号

輸送施設の使用停止
（30日車）及び文書
警告

道路運送法第27条第
3項

令和2年11月18日及び令和3年2月17日、重傷事故を端緒として監査を
実施。7件の違反が認められた。(1)疾病・疲労等のおそれのある乗務禁
止違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第21条第5
項）、(2)点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条第5項）、(3)乗務
員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条第1項）、(4)運転者に対
する指導監督義務違反（運輸規則第38条第1項）、(5)運転者に対する
指導監督の記録事項義務違反（運輸規則第38条第1項）、(6)特定の運
転者に対する特別な指導義務違反（運輸規則第38条第2項）、(7)特定
の運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第38条第2項）

3 3

乗合バス 2022 1 5

西鉄バス北九州株式会社
（法人番号
6290801004314）代表
者安田堅太郎

福岡県北九州市小倉北
区砂津1丁目1-2

戸畑自動車
営業所

福岡県北九州市
戸畑区川代2丁目
1-46

輸送施設の使用停止
（10日車）

道路運送法第27条第
3項

令和3年9月14日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反（旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項）

1 1

貨物 2022 1 6

株式会社ユーティリティ
（法人番号
5122001030694）代表
者船越健次

大阪府八尾市高美町1丁
目3番4号

本社
大阪府八尾市高
美町1丁目3番4号

輸送施設の使用停止
(110日車)

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和3年7月7日及び同年8月31日、死亡事故を引き起こしたことを端緒
に監査を実施。13件の違反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業
の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」）第3条第4
項）、（2）疾病、疲労等のおそれのある乗務（安全規則第3条第6
項）、（3）整備管理者の研修受講義務違反【研修未受講】（安全規則
第3条の4）、（4）点呼の実施違反【未実施】（安全規則第7条第1項～
第3項）、（5）（6）点呼の記録違反【記録】【記載事項等の不備】
（安全規則第7条第5項）、（7）乗務等の記録違反【記載事項等の不
備】（安全規則第8条）、（8）運行記録計による記録違反【記録】
（安全規則第9条）、（9）運行指示書【作成、指示又は携行の義務違
反】(安全規則第9条の3第1項)、（10）（11）運転者台帳【作成】【記
載事項等の不備】（安全規則第9条の5第1項）、（12）「貨物自動車運
送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」
による運転者に対する指導及び監督違反【一部不適切】（安全規則第
10条第1項）、（13）運行管理者補助者の要件違反（安全規則第18条第
3項）

11 11

貨物 2022 1 6
株式会社浅井（法人番号
4010801000383) 代表
者浅井隆

東京都大田区平和島5-
8-23

名古屋営業
所

愛知県名古屋市
中川区野田2-
356-102

輸送施設の使用停止
(10日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和3年8月17日､監査方針に基づき､監査を実施｡3件の違反が認められ
た｡(1)一の運行の勤務時間遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第3条第4項)､(2)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第7条第5項)､(3)運行指示書の記載事項等の不備(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第9条の3第1項)

1 1

貨物 2022 1 6
中越テック株式会社（法
人番号2010601033750)
代表者増井雅彦

東京都江東区新木場1-
6-23

静岡営業所
静岡県富士市松
本字南久保9番地
の1

輸送施設の使用停止
(20日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第6条第1
項第1号

令和3年6月29日､死亡事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡9件の違反が認められた｡(1)配置車両数違反(貨物自動車運送事業法
施行規則第6条第1項第1号)､(2)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(3)点呼の実施義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)､(4)点呼
の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)点呼
の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(6)
乗務等の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(7)運
行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､
(8)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9
条の5第1項)､(9)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第1項)

2 2

乗合バス 2022 1 6
大分バス株式会社（法人
番号3320001000286）
代表者高寄和弘

大分県大分市金池町2丁
目12-1

大分中央営
業所

大分県大分市大
字横尾303-1

輸送施設の使用停止
（10日車）

道路運送法第16条第
1項

令和3年11月5日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)事業計画に
定める業務の確保違反（道路運送法第16条第1項）

4 4



貸切バス 2022 1 6
ＥＳ観光株式会社（法人
番号1300001004514）
代表者水川淳

佐賀県杵島郡江北町大
字上小田4493-1

江北本社営
業所

佐賀県杵島郡江
北町大字上小田
4493-1

輸送施設の使用停止
（120日車）、文書警
告

道路運送法（以下
「法」）第12条第1
項、法第27条第3
項、法第29条の3

令和3年9月15日、監査実施。13件の違反が認められた。(1)運送約款の
掲示義務違反（道路運送法（以下「法」）第12条第1項）、(2)運送引
受書の交付義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規
則」）第7条の2第1項）、(3)点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24
条第5項）、(4)乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第25条）、(5)運
行記録計による記録又は運行記録計による記録保存違反（運輸規則第
26条第1項）、(6)乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条第1
項）、(7)運転者に対する指導監督違反（運輸規則第38条第1項）、(8)
運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反（運輸規
則第38条第1項）、(9)運転者に対する指導監督の記載事項義務違反
（運輸規則第38条第1項）、(10)全従業員に対する指導監督違反(運輸
規則第38条第5項)、(11)運行管理者の講習受講義務違反（運輸規則第
48条の4第1項）、(12)、(13)輸送の安全に関わる情報の公表等違反(運
輸規則第47条の7第1項、法第29条の3)

12 12

貨物 2022 1 7
有限会社渡部運輸（法人
番号3400002008584）
代表者渡部明

岩手県花巻市下根子431
番地5

本社営業所
岩手県花巻市下
根子431番地5

文書警告
貨物自動車運送事業
法（以下｢事業法｣）
第17条第4項

令和3年12月21日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、1件の
違反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第10条第1項）

0 0

貨物 2022 1 7

有限会社みやび運輸（法
人番号
3150002005830）代表
者島田昌則

奈良県桜井市大字谷491
番地の1

本社
奈良県橿原市五
井町204番6

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第1号第1
項

令和3年11月4日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。3件の違反
が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の
勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下「安全規則」)第3条第4項）、（2）疾病、疲労等
のおそれのある乗務（安全規則第3条第6項）、（3）点呼の記録違反
【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）

0 0

貨物 2022 1 7

丸坂山田運輸有限会社
（法人番号
5200002017827) 代表
者山田茂

岐阜県美濃加茂市山之
上町2628

本社営業所
岐阜県美濃加茂
市山之上町2628

輸送施設の使用停止
(130日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和2年11月20日､関係機関からの情報を端緒として､監査を実施｡7件の
違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)一の運行の勤務時間遵守違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(3)点呼の実施義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)､(4)点呼
の記録不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)運行
指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1
項)､(6)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第2項)､(7)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)

13 13

貨物 2022 1 7

丸新運輸倉庫株式会社
（法人番号
5180001020933) 代表
者梅村智朗

愛知県名古屋市中川区
打出1-41

弥富営業所
愛知県弥富市操
出六丁目35番

輸送施設の使用停止
(30日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和3年8月31日､重傷事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡6件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)点呼の記録義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(3)点呼の記録記載事項不備(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(4)乗務等の記録記載事項
不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(5)運行指示書の記載事
項等の不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)､(6)運転
者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条
第1項)

3 3

貨物 2022 1 7
株式会社幸和運輸（法人
番号1180001108955)
代表者荒田健一

愛知県名古屋市港区惟
信町4丁目10番地7

本社営業所
愛知県名古屋市
港区惟信町4丁目
10番地7

事業停止(30日間)及
び輸送施設の使用停
止(20日車)並びに文
書警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の4

令和3年7月12日及び令和3年8月11日､監査方針に基づき､監査を実施｡4
件の違反が認められた｡(1)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第3条の4)､(2)運転者に対する指導監督義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(3)名義貸し(貨物自動
車運送事業法第27条第1項)､(4)事業報告書及び輸送実績報告書未提出
(貨物自動車運送事業法第60条第1項)

32 32

タクシー 2022 1 7
朝日自動車株式会社(法
人番号6120001030243)
代表者林明

大阪府大阪市住之江区
南港東3丁目1番27号

本社
大阪府大阪市住
之江区南港東3丁
目1番27号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(放
置駐車違反)が過去一年以内に3件に達した。｢旅客自動車運送事業者が
事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針｣による運転者
に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

タクシー 2022 1 7

日本タクシー株式会社
(法人番号
8120001001390) 代表
者坂本栄二

大阪府大阪市旭区赤川1
丁目10番21号

本社
大阪府大阪市旭
区赤川1丁目10番
21号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(放
置駐車違反)が過去一年以内に3件に達した。｢旅客自動車運送事業者が
事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針｣による運転者
に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

タクシー 2022 1 7
神和交通株式会社（法人
番号9350001016200）
代表者熊谷秀徳

宮崎県西臼杵郡高千穂
町大字三田井5692-5

本社営業所
宮崎県西臼杵郡
高千穂町大字三
田井5692-5

輸送施設の使用停止
（40日車）、文書警
告

道路運送法（以下
「法」）第9条の3第
1項、法第27条第3
項

令和3年10月21日、監査実施。9件の違反が認められた。(1)運賃料金認
可、運賃料金変更認可違反（道路運送法第9条の3第1項）、(2)疾病、
疲労等のおそれのある乗務（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運
輸規則」）第21条第5項）、(3)点呼の実施義務違反（運輸規則第24
条）、(4)点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条第5項）、(5)日雇
い運転者等の選任禁止違反（運輸規則第36条第1項）、(6)乗務員台帳
の作成義務違反（運輸規則第37条第1項）、(7)乗務員台帳の記載事項
義務違反（運輸規則第37条第1項）、(8)運転者に対する指導監督違反
（運輸規則第38条第1項）、(9)運転者に対する指導監督の記録保存違
反（運輸規則第38条第1項）

4 4

乗合バス 2022 1 7
名古屋市（法人番号
3000020231002) 代表
者小林史郎

愛知県名古屋市中区三
の丸3丁目1番地1号

大森営業所
愛知県名古屋市
守山区脇田町
1801番地

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和3年11月12日、監査方針に基づき、監査を実施。1件の違反が認め
られた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸
規則第38条第1項)

1 0

乗合バス 2022 1 7
株式会社西三交通（法人
番号5180301020451)
代表者川合幹根

愛知県豊田市羽布町金
山29番地

本社営業所
愛知県豊田市羽
布町金山29番地

輸送施設の使用停止
(60日車)

旅客自動車運送事業
運輸規則第45条

令和3年11月24日、監査方針に基づき、監査を実施。1件の違反が認め
られた。(1)無車検運行(旅客自動車運送事業運輸規則第45条)

6 6

乗合バス 2022 1 7
名古屋市（法人番号
3000020231002) 代表
者小林史郎

愛知県名古屋市中区三
の丸3丁目1番地1号

中川営業所
愛知県名古屋市
中川区法華2丁目
98番地1号

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和3年11月9日、監査方針に基づき、監査を実施。1件の違反が認めら
れた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規
則第38条第1項)

1 0

貨物 2022 1 11

ワールドトランス株式会
社（法人番号１４３００
０１０２５３４９） 代
表者菅野健太郎

北海道札幌市清田区平
岡１条２丁目１２番１
４号

本社営業所

北海道札幌市清
田区平岡１条２
丁目１２番１４
号

輸送施設の使用停止
（２０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項第１
号、法第６０条第１
項

令和３年７月２９日、第一当事者と推定される死亡事故を引き起こし
たことを端緒として監査を実施。２件の違反が認められた。（１）乗
務時間等の基準の遵守義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
３条第４項）、（２）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第６０条
第１項）

2 2

貨物 2022 1 11

月寒運輸株式会社（法人
番号９４３０００１０１
０５７４） 代表者佐々
木憲治

北海道札幌市白石区流
通センター５－３－４
５

函館支店営
業所

北海道北斗市追
分３丁目４番７
号

輸送施設の使用停止
（１０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項第１
号、法第１７条第１
項第２号、法第１７
条第４項

令和３年８月２４日及び令和３年９月６日、第一当事者と推定される
死亡事故を引き起こしたことを端緒として監査を実施。６件の違反が
認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、（２）乗
務時間等の基準なお書きの遵守義務違反（一運行の勤務時間）（安全
規則第３条第４項）、（３）点検整備記録簿等の記載義務違反（安全
規則第３条の２）、（４）運行指示書の記載事項義務違反（安全規則
第９条の３第１項）、（５）運転者に対する指導監督義務違反（安全
規則第１０条第１項）、（６）運転者に対する指導監督の記録保存義
務違反（安全規則第１０条第１項）

1 1



貨物 2022 1 11

株式会社スマイルシステ
ム（法人番号２４３００
０１０４９１０８） 代
表者佐藤裕美

北海道滝川市流通団地
３丁目１番３２号

本社営業所
北海道滝川市流
通団地３丁目１
番３２号

輸送施設の使用停止
（２０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
９条第３項前段、法
第１７条第１項第１
号、法第１７条第１
項第２号、法第１７
条第４項、法第１８
条第３項

令和３年１０月１２日及び令和３年１０月２１日、その他事故、法令
違反、事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。１２件の違反が
認められた。（１）各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数
違反（貨物自動車運送事業法施行規則第６条第１項）、（２）疾病・
疲労等のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下
「安全規則」）第３条第６項）、（３）日常点検の実施義務違反（安
全規則第３条の２）、（４）整備管理者の研修受講義務違反（安全規
則第３条の４）、（５）点呼の実施義務違反（安全規則第７条第３
項）、（６）点呼の記録事項義務違反（安全規則第７条第５項）、
（７）運行記録計による記録義務違反（安全規則第９条）、（８）運
行指示書の作成、指示又は携行義務違反（安全規則第９条の３第１項
から３項）、（９）運転者台帳の記載事項義務違反（安全規則第９条
の５第１項）、（１０）運転者に対する指導監督の記録保存義務違反
（安全規則第１０条第１項）、（１１）運転者に対する指導監督の記
録事項義務違反（安全規則第１０条第１項）、（１２）運行管理者の
選任（解任）届出義務違反（安全規則第１９条）

2 2

貨物 2022 1 11

ジャパン・エム・ロジッ
クス株式会社（法人番号
４４３０００１０６５０
５３） 代表者佐々木啓
太

北海道札幌市手稲区西
宮の沢１条２丁目２番
１８号

本社営業所

北海道札幌市手
稲区西宮の沢一
条２丁目２番１
８号

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第３項

令和３年１０月２７日、公安委員会からの通報等を端緒として監査を
実施。１件の違反が認められた。（１）過積載運送（貨物自動車運送
事業法第１７条第３項）

1 1

貨物 2022 1 11
株式会社三急運輸（法人
番号1011801008048）
代表者野山貴裕

東京都足立区神明１－
１０－１５

本社
東京都足立区神
明１－１０－１
５

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和3年11
月11日、監査を実施。1件の違反が認められた。（１）運転者に対する
指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2022 1 11

株式会社ベジフルバリエ
（法人番号
8150001017104）代表
者西岡良文

奈良県桜井市安倍木材
団地1丁目14-6

本社
奈良県桜井市安
倍木材団地1丁目
14番6

輸送施設の使用停止
(70日車)

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

令和3年6月23日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。10件の違
反が認められた。（1）事業計画変更認可違反【自動車車庫の位置及び
収容能力違反】（貨物自動車運送事業法施行規則（以下「施行規
則」）第2条第1項第4号）、（2）事業計画変更認可違反【乗務員の休
憩・睡眠施設の位置及び収容能力違反】（施行規則第2条第1項第5
号）、（3）事業計画変更事後届出違反【主たる事務所の名称及び位置
の変更違反】（施行規則第7条第1項第1号）、（4）事業計画変更事後
届出違反【営業所又は荷扱所の名称、位置（利用運送のみに係るもの
及び運輸局長が指定する区域内におけるものに限る。）の変更違反】
（施行規則第7条第1項第3号）、（5）「貨物自動車運送事業の事業用
自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項）、
（6）疾病、疲労等のおそれのある乗務（安全規則第3条第6項）、
（7）整備管理者の選任（変更）の未届出、虚偽届出【選任（変更）の
未届出に係るもの】（安全規則第3条の2、道路運送車両法第52条）、
（8）点呼の実施違反【未実施】（安全規則第7条第1項～第3項）、
（9）点呼の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、
（10）乗務等の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第8条）

7 7

貨物 2022 1 11
株式会社crew（法人番
号6470001012594) 代
表者藤本淳

香川県高松市十川西町
492-12

高松営業所
香川県高松市三
谷町2669-2

輸送施設の使用停止
（10日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和3年10月22日、公安委員会からの通報を端緒として監査を実施した
ところ、3件の違反が確認された。(1)運転者台帳について定められた事
項の記録が不適切であったこと（貨物自動車運送事業輸送安全規則
（以下「安全規則」）第9条の5第1項）、(2)事業用自動車の運行の安
全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であった
こと（安全規則第10条第1項）、(3)事業用自動車の運行の安全を確保
するために必要な運転者に対する指導監督の記録が確実になされてい
なかったこと（安全規則第10条第1項）

1 1

タクシー 2022 1 11
有限会社東和交通 (法人
番号9240002033503）
代表者神田健治

広島県呉市海岸1丁目7
番8号

本社営業所
広島県呉市築地
町4-3

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和3年10月7日及び同年11月25日、行政処分を受けた際の改善状況が
不十分であったことを端緒として監査を実施。3件の違反が認められ
た。(1)点呼の記録事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下
「運輸規則」）第24条第5項）、(2)乗務等の記録事項義務違反（運輸
規則第25条第3項）、(3)乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第
37条第1項）

0 0

タクシー 2022 1 11
有限会社東和交通 (法人
番号9240002033503）
代表者神田健治

広島県呉市海岸1丁目7
番8号

広営業所
広島県呉市広町
字文化新開1071
番地1

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和3年10月7日及び同年11月25日、行政処分を受けた際の改善状況が
不十分であったことを端緒として監査を実施。3件の違反が認められ
た。(1)点呼の記録事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下
「運輸規則」）第24条第5項）、(2)乗務等の記録事項義務違反（運輸
規則第25条第3項）、(3)乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第
37条第1項）

0 0

タクシー 2022 1 11

有限会社いろはタクシー
（法人番号
1470002017589） 代
表者中桐英人

香川県さぬき市長尾西
1053-2

本社営業所
香川県さぬき市
長尾西1053-2

輸送施設の使用停止
（70日車）

道路運送法第27条第
3項

令和3年10月8日、旅客自動車運送事業に関する監査方針に基づき監査
を実施したところ、1件の違反が確認された。(1)事業用自動車の定期点
検整備等を実施していなかったこと（旅客自動車運送事業運輸規則第
45条、道路運送車両法第48条）

7 7

タクシー 2022 1 11

東栄タクシー株式会社
（法人番号
4290001003548） 代
表者安川昌彦

福岡県福岡市東区松島5
丁目26番地25号

本社営業所
福岡県福岡市東
区松島5丁目26番
地25号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和3年11月25日、監査実施。6件の違反が認められた。(1)苦情処理の
記録の記載事項不備違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸
規則」）第3条第2項）、(2)乗務員台帳の作成義務違反（運輸規則第37
条第1項）、(3)乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条第1
項）、(4)点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条第5項）、(5)運行
記録計による記録義務違反（運輸規則第26条第2項）、(6)運転者に対
する指導監督違反（運輸規則第38条第1項）

0 0

乗合バス 2022 1 11

音更タクシー有限会社
（法人番号７４６０１０
２０００６７１） 代表
者村上隆重

北海道河東郡音更町大
通１丁目２番地

本社営業所
北海道河東郡音
更町大通１丁目
２番地

輸送施設の使用停止
（１０日車）

道路運送法第２７条
第３項

令和０３年１０月２８日、新規許可を端緒として監査を実施。１件の
違反が認められた。（１）特定運転者に対する適性診断受診義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第２項）

1 1

乗合バス 2022 1 11

有限会社大竹タクシー
(法人番号
3240002037575） 代
表者山口英賢

広島県大竹市西栄一丁
目20番16号

西栄
広島県大竹市西
栄2丁目7-12

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和3年11月11日及び同年12月2日、死亡事故を端緒として監査を実
施。5件の違反が認められた。(1)点呼の記録事項義務違反（旅客自動車
運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第24条第5項）、(2)乗務等の
記録事項義務違反（運輸規則第25条第1項）、(3)乗務員台帳の記載事
項義務違反（運輸規則第37条第1項）、(4)運転者に対する指導監督義
務違反（運輸規則第38条第1項）、(5)運転者に対する指導監督の記録
事項義務違反（運輸規則第38条第1項）

0 0

貸切バス 2022 1 11

加西親栄自動車有限会社
(法人番号
9140002062280) 代表
者増田孝夫

兵庫県加西市大内町609
番地1号

本社
兵庫県加西市大
内町610番地5号

文書警告(処分日車数
30日車のため、一般
貸切旅客自動車運送
事業者に対する行政
処分等の基準3.(6)に
よる)

道路運送法第27条第
3項

令和3年11月22日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。4件の違
反が認められた。(1)運送引受書の交付義務違反【記載事項の不備】(旅
客自動車運送事業運輸規則(以下、「運輸規則」)第7条の2第1項)、(2)
乗務等の記録義務違反【記載事項の不備】(運輸規則第25条第1項、第2
項、第4項)、(3)運行指示書の作成等義務違反【記載事項等の不備】(運
輸規則第28条の2第1項)、(4)｢旅客自動車運送事業者が事業用自動車の
運転者に対して行う指導及び監督の指針｣による運転者に対する指導監
督義務違反(運輸規則第38条第1項)

30 3



貨物 2022 1 12
達磨輿通株式会社（法人
番号5070001032279）
代表者北浦寛一

群馬県前橋市二之宮町
１２９８－２

本社
群馬県前橋市二
之宮町１３０２
－１０

輸送施設の使用停止
（70日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和3年1月13日及び同
年2月24日、監査を実施。9件の違反が認められた。（１）乗務時間等
告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、
（２）乗務時間等告示なお書きの遵守違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第4項）、（３）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第7条）、（４）乗務等の記録事項違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（５）運行記録計による記録
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（６）運転者に
対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1
項）、（７）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（８）定期点検整備の実施違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2）、（９）事業計画の変
更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）

7 7

貨物 2022 1 12
七福運送株式会社（法人
番号1011101009044）
代表者鈴木祥太

東京都新宿区南元町１
２

神奈川
神奈川県座間市
ひばりが丘５－
７－１

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和3年10
月15日、監査を実施。5件の違反が認められた。（１）乗務時間等告示
の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（２）
疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6
項）、（３）点呼の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第7条第5項）、（４）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第10条第1項）、（５）初任運転者に対する適性診断
受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）

0 0

貨物 2022 1 12

タツミトランスポート株
式会社（法人番号
1012802007690）代表
者小笠原龍実

埼玉県所沢市下富８５
７－６

横浜
神奈川県横浜市
中区錦町１５

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第5項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和3年10
月6日及び同年10月19日、監査を実施。 3件の違反が認められた。
（１）点呼の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第
5項）、（２）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第8条第1項）、（３）運転者に対する指導監督の記録の記載事項不
備（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2022 1 12

有限会社奥野建設運輸
（法人番号
7030002112957）代表
者奥野英樹

埼玉県熊谷市佐谷田２
８１６

本社

埼玉県熊谷市佐
谷田２８１６－
９、２８１６－
１０

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和3年4
月22日及び同年4月27日、監査を実施。3件の違反が認められた。
（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第3条第4項）、（２）点呼の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第7条第5項）、（３）運転者に対する指導監督違反等（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

1 1

貨物 2022 1 12
旭運輸株式会社（法人番
号2122001016102）代
表者戌亥泰博

大阪府四條畷市大字上
田原29-1

本社
大阪府四條畷市
大字上田原29-
1、29-2

輸送施設の使用停止
(50日車)

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和3年7月27日及び同年9月8日、死亡事故を引き起こしたことを端緒
に監査を実施。10件の違反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業
の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」）第3条第4
項）、（2）（3）点呼の実施違反【未実施】【不適切】（安全規則第7
条第1項～第3項）、（4）（5）点呼の記録違反【記録】【記載事項等
の不備】（安全規則第7条第5項）、（6）乗務等の記録違反【記載事項
等の不備】（安全規則第8条）、（7）運行記録計による記録違反【記
録】（安全規則第9条）、（8）（9）運行指示書【作成、指示又は携行
の義務違反】【記載事項等の不備】(安全規則第9条の3第1項～第3
項)、（10）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して
行う指導及び監督の指針」による運転者に対する指導及び監督違反
【一部不適切】（安全規則第10条第1項）

5 5

貨物 2022 1 12
株式会社ニッコー（法人
番号3210001012292)
代表者漆崎幸男

福井県南条郡南越前町
上平吹第27-4-5

本社営業所
福井県南条郡南
越前町上平吹27
字のぞき4-5

輸送施設の使用停止
(30日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和3年6月30日､関係機関からの情報を端緒として､監査を実施｡12件の
違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)健康診断未受診(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第6項)､(3)整備管理者の選任届出違反(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第3条の2)､(4)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(5)点呼の記録記載事項不備
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(6)乗務等の記録記載事
項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(7)運転者台帳の作成
義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(8)運転者
台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1
項)､(9)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第1項)､(10)一般講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第23条第1項)､(11)輸送の安全にかかわる情報の公表義務違反
(貨物自動車運送事業法第24条の3)､(12)事業報告書及び輸送実績報告書
未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項)

3 3

貨物 2022 1 12

オールラウンド運輸株式
会社（法人番号
9180001130605) 代表
者犬飼喜代志

愛知県名古屋市熱田区
川並町2番22号

可児営業所
岐阜県可児市大
森字奥洞989番地
1

輸送施設の使用停止
(10日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

令和3年8月24日､死亡事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡7件の違反が認められた｡(1)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第6項)､(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録記載事項不備(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(4)運転者台帳の作成義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(5)運転者に対する
指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(6)
特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第2項)､(7)輸送実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法
第60条第1項)

1 1

貨物 2022 1 12
灘崎株式会社（法人番号
9260001008776) 代表
者寺山泰生

岡山県岡山市南区植松
535-2

名古屋営業
所

愛知県名古屋市
中村区日比津町3
丁目9-47

輸送施設の使用停止
(10日車)

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

令和3年8月4日､監査方針に基づき､監査を実施｡1件の違反が認められ
た｡(1)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第1項)

1 1

タクシー 2022 1 12 阿部 康志 神奈川県横浜市 個人 神奈川県横浜市
文書警告及び輸送の
安全確保命令

旅客自動車運送事業
運輸規則第２１条第
５項

令和3年6月25日、法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として監査を
実施。2件の違反が認められた。(1)健康状態の把握義務違反(旅客自動
車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第21条第5項)､(2)乗務記録の記録
事項の不備(運輸規則第25条第3項)

0 0

乗合バス 2022 1 12

千葉交通株式会社（法人
番号：
6040001043022） 代
表者 白?? 一道

千葉県成田市花崎町
750-1

成田営業所
千葉県成田市吉
倉字往還附259-5

輸送施設の使用停止
（10日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和3年9月9日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。1件
の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車
運送事業運輸規則第38条第1項)

3 1

貸切バス 2022 1 12

株式会社東京マリンサー
ビス（法人番号：
5010601036180） 代
表者 熱海 光顕

東京都江東区青海3-2-
17ﾜｰﾙﾄﾞ流通ｾﾝﾀｰ505

本社営業所
東京都江東区青
海3-2-17ﾜｰﾙﾄﾞ流
通ｾﾝﾀｰ505

輸送施設の使用停止
（340日車）

道路運送法第20条

令和2年11月10日、令和2年11月27日、令和2年12月10日及び令和2年
12月16日、定期的な監査を実施。12件の違反が認められた。(1)事業計
画の事前変更届出違反(道路運送法(以下｢運送法｣)第15条第3項)､(2)営
業区域外旅客運送(運送法第20条)､(3)他の営業所の運行管理者又は補助
者としての兼任違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第
47条の9第1項)､(4)運送引受書の交付義務違反(運輸規則第7条の2第1
項)､(5)乗務時間等告示の遵守違反(運輸規則第21条第1項)､(6)運行に関
する状況把握体制の整備違反(運輸規則第21条の2)､(7)点呼の実施等義
務違反(運輸規則第24条)､(8)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸
規則第38条第1項)､(9)無車検運行(車両法第58条第1項)､(10)運行管理補
助者の要件違反(運輸規則第47条の9第3項)､(11)運行管理者に対する指
導監督義務違反(運輸規則第48条の3)､(12)運行管理補助者の届出義務違
反(運輸規則第68条)

34 34



貸切バス 2022 1 12

有限会社城武観光（法人
番号：
9070002002847） 代
表者 関口 宏之

群馬県前橋市富士見町
石井387

本社営業所
群馬県前橋市富
士見町石井387

輸送施設の使用停止
（60日車）

道路運送法第9条の2
第1項

令和3年6月17日及び令和3年7月7日、定期的な監査を実施。1件の違反
が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2第1
項)

6 6

貸切バス 2022 1 12

三球観光株式会社（法人
番号：
2240001023016） 代
表者 坂井田 勝利

広島県東広島市西条町
寺家6480-2

千葉営業所
千葉県香取郡多
古町大高字前野
1-528

処分日車数10日車の
ため、一般貸切旅客
自動車運送事業者に
対する行政処分等の
基準3.(6)により文書
警告

旅客自動車運送事業
運輸規則第28条の2
第1項

令和3年11月8日、定期的な監査を実施。1件の違反が認められた。(1)
運行指示書の記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第28条の2第1
項)

1 1

貨物 2022 1 13
有限会社晃崚運送（法人
番号4150002008584）
代表者川上博正

奈良県磯城郡田原本町
大字薬王寺2番地の1

本社
奈良県磯城郡田
原本町大字薬王
寺2-1

輸送施設の使用停止
(100日車)

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

令和3年4月22日及び同年5月28日、公安委員会からの通報を端緒に監査
を実施。8件の違反が認められた。（1）事業計画変更認可違反【自動
車車庫の位置及び収容能力違反】（貨物自動車運送事業法施行規則第2
条第1項第4号）、（2）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者
の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項）、（3）疾病、疲労等
のおそれのある乗務（安全規則第3条第6項）、（4）点呼の実施違反
【未実施】（安全規則第7条第1項～第3項）、（5）点呼の記録違反
【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、（6）乗務等の記録違
反【記載事項等の不備】（安全規則第8条）、（7）「貨物自動車運送
事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」
（以下「指導監督告示」）による運転者に対する指導及び監督違反
【一部不適切】（安全規則第10条第1項）、（8）指導監督告示による
運転者に対する指導及び監督に係る記録の作成・保存【記録】（安全
規則第10条第1項）

10 10

貨物 2022 1 13
梅田運送株式会社（法人
番号1120001143660）
代表者間崎孝二

大阪府大阪市北区中津1
丁目1番21号

大淀支店
大阪府大阪市北
区中津1-1-21

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(駐
停車違反)が過去1年以内に3件に達した。（1）運転者の指導監督義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2022 1 13
大日倉庫株式会社（法人
番号2120001156158）
代表者青井一彦

大阪府門真市島頭3丁目
20番11号

大阪共同配
送センター

大阪府門真市東
江端町2番3号

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(駐
停車違反)が過去1年以内に3件に達した。（1）運転者の指導監督義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

タクシー 2022 1 13

スマート交通株式会社
(法人番号
5120101052279) 代表
者松本秋男

大阪府堺市北区常磐町3
丁18番4

本社
大阪府堺市北区
常磐町3丁18番4

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和3年12月17日、労働局からの通報を端緒として監査を実施。2件の
違反が認められた。(1)苦情処理の記録、保存義務違反【記録の保存】
(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、｢運輸規則｣)第3条第2項)、(2)｢旅
客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監
督の指針｣による運転者に対する特別な指導及び適性診断受診義務違反
【適性診断の受診状況】(運輸規則第38条第2項)

0 0

貸切バス 2022 1 13
株式会社STS(法人番号
2120101057917) 代表
者鳴海亮

大阪府泉南市岡田6-9-4 本社営業所
大阪府泉南市岡
田6-9-4

文書警告(処分日車数
20日車のため、一般
貸切旅客自動車運送
事業者に対する行政
処分等の基準3.(6)に
よる)

道路運送法第27条第
3項

令和3年12月7日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。3件の違反
が認められた。(1)点検整備関係義務違反【定期点検整備等の未実施(道
路運送車両法第48条)】(旅客自動車運送事業運輸規則(以下、「運輸規
則」)第45条)、(2)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条)、
(3)運行管理者の講習(一般講習)受講義務違反(運輸規則第48条の4第1
項)

16 2

貸切バス 2022 1 13
株式会社旅人(法人番号
3011101082519) 代表
者川野清一

福岡県糟屋郡宇美町大
字井野仲ノ坪526-1

大阪営業所
大阪府泉佐野市
長滝861ｰ4

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和3年11月11日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。1件の違
反が認められた。｢旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項の規定に
基づき、事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準｣の
遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項)

10 0

貸切バス 2022 1 13

日本観光旅行センター有
限会社(法人番号
3140002061825) 代表
者北川功

兵庫県西脇市西脇712-
88番地

本社
兵庫県西脇市高
松町92

文書警告(処分日車数
10日車のため、一般
貸切旅客自動車運送
事業者に対する行政
処分等の基準3.(6)に
よる)

道路運送法第27条第
3項

令和3年12月1日、法令違反の疑いを端緒として監査実施。1件の違反が
認められた。点検整備関係義務違反【定期点検整備等の未実施(道路運
送車両法第48条)】(旅客自動車運送事業運輸規則第45条)

1 1

貨物 2022 1 14

阪神コンテナー輸送株式
会社（法人番号
8140001010324）代表
者森田勝徳

兵庫県神戸市中央区海
岸通1丁目2番22号

本社

兵庫県神戸市中
央区海岸通1丁目
2番22号トレー
ディア株式会社
本社ビル3階

輸送施設の使用停止
(50日車)

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

令和3年7月9日、死亡事故を引き起こしたことを端緒に監査を実施。8
件の違反が認められた。（1）事業計画変更認可違反【自動車車庫の位
置及び収容能力違反】（貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4
号）、（2）点検整備記録簿等の記載違反等【未記載】（貨物自動車運
送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条の2、道路運送車両法第
49条）、（3）整備管理者の研修受講義務違反【研修未受講】（安全規
則第3条の4）、（4）点呼の実施違反【未実施】（安全規則第7条第1項
～第3項）、（5）点呼の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第7
条第5項）、（6）運転者台帳【記載事項等の不備】（安全規則第9条の
5第1項）、（7）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対
して行う指導及び監督の指針」（以下「指導監督告示」）による運転
者に対する指導及び監督違反【一部不適切】（安全規則第10条第1
項）、（8）指導監督告示による運転者に対する特別な指導及び運転適
性診断受診義務違反【運転適性診断の受診状況】（安全規則第10条第2
項）

5 5

貨物 2022 1 14

大津中央運送株式会社
（法人番号
5160001000391）代表
者井上樹一郎

滋賀県大津市瀬田大江
町32-20

本社
滋賀県大津市瀬
田大江町32-20

輸送施設の使用停止
(70日車)

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和3年7月20日及び同年8月24日、公安委員会からの通報を端緒に監査
を実施。5件の違反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業
用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」）第3条第4
項）、（2）疾病、疲労等のおそれのある乗務（安全規則第3条第6
項）、（3）（4）点呼の記録違反【記載事項等の不備】【記録の改ざ
ん・不実記載】（安全規則第7条第5項）、（5）「貨物自動車運送事業
者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による
運転者に対する指導及び監督違反【大部分不適切】（安全規則第10条
第1項）

7 7

貨物 2022 1 14
飛騨運輸株式会社（法人
番号2200001025131）
代表者漆山喜久雄

岐阜県高山市上岡本町1
丁目50

竜王
滋賀県蒲生郡竜
王町大字小口字
広谷1297-1

輸送施設の使用停止
(5日車)

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和3年7月19日、死亡事故を引き起こしたことを端緒に監査を実施。5
件の違反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の
運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）点検
整備違反【定期点検整備等の未実施】（安全規則第3条の2、道路運送
車両法第48条）、（3）点呼の実施違反【未実施】（安全規則第7条第1
項～第3項）、（4）点呼の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則
第7条第5項）、（5）運転者台帳【記載事項等の不備】（安全規則第9
条の5第1項）

4 1

貨物 2022 1 14
株式会社Will（法人番号
8470001006124) 代表
者堺裕二

香川県高松市鬼無町佐
料16-13

鶴市営業所
香川県高松市鶴
市町62-1

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和4年1月7日、公安委員会からの通報を端緒として監査を実施したと
ころ、1件の違反が確認された。(1)事業用自動車の運行の安全を確保す
るために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0



貨物 2022 1 14

株式会社マルセイカンパ
ニー（法人番号
8180001007432) 代表
者金田清隆

愛知県名古屋市港区い
ろは町2丁目7

本社営業所
愛知県名古屋市
港区品川町1丁目
57番地

輸送施設の使用停止
(20日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第6条第1
項第1号

令和3年7月8日及び令和3年7月20日､監査方針に基づき､監査を実施｡4
件の違反が認められた｡(1)配置車両数違反(貨物自動車運送事業法施行
規則第6条第1項第1号)､(2)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(3)運転者に対する指導監督記録
義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(4)特定の運
転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
10条第2項)

12 2

貸切バス 2022 1 14

白神観光バス有限会社
（法人番号
2420002013138） 代
表者三上富藏

青森県弘前市大字黒土
字山下41番地1

本社営業所
青森県弘前市大
字黒土字山下41
番地1

輸送施設の使用停止
（100日車）

道路運送法（以下｢
法｣）第9条の2第1
項、法第27条第3項

令和3年6月22日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、2件の違
反が認められた｡（1）認可運賃･料金収受違反（道路運送法第9条の2第
1項）、（2）点呼の実施義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第24
条第2項）

10 10

貸切バス 2022 1 14

白神観光バス有限会社
（法人番号
2420002013138） 代
表者三上富藏

青森県弘前市大字黒土
字山下41番地1

本社営業所
青森県弘前市大
字黒土字山下41
番地1

輸送施設の使用停止
（100日車）

運送法第9条の2第1
項、運送法第27条第
3項

令和3年6月22日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、2件の違
反が認められた｡（1）運賃料金変更事前届出違反（道路運送法第9条の
2第1項）、（2）点呼の実施義務違反（運輸規則第24条第2項）

10 10

タクシー 2022 1 17
板付交通株式会社（法人
番号9290001040462）
代表者安川昌彦

福岡県大野城市御笠川4
丁目3番11号

本社営業所
福岡県大野城市
御笠川4丁目3番
11号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和3年12月23日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)乗務員台帳
の記載事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第37条第1項）

0 0

タクシー 2022 1 17
小倉交通株式会社（法人
番号4290801001461）
代表者中島洋美

福岡県北九州市小倉北
区宇佐町2丁目2番地15
号

本社営業所
福岡県北九州市
小倉北区宇佐町2
丁目2番地15号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和3年12月24日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対
する指導監督違反（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

貸切バス 2022 1 17

株式会社エキスプレス
(法人番号
4120901020254) 代表
者大富國正

大阪府箕面市船場東1丁
目15番31号

福島
大阪府大阪市福
島区大開3丁目1-
17

文書警告(処分日車数
50日車のため、一般
貸切旅客自動車運送
事業者に対する行政
処分等の基準3.(6)に
よる)

道路運送法(以下｢
法｣)第23条第3項

令和3年12月10日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。4件の違
反が認められた。(1)運行管理者の選任解任届出違反(法第23条第3項)、
(2)｢旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項の規定に基づき、事業用
自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準｣の遵守違反(旅客自
動車運送事業運輸規則(以下、｢運輸規則｣)第21条第1項)、(3)運転者に
対する指導及び監督に係る記録の作成･保存義務違反【記録】(運輸規則
第38条第1項)、(4)運行管理者の講習(一般講習)受講義務違反(運輸規則
第48条の4第1項)

13 5

貨物 2022 1 18

株式会社千葉商会トラン
スポート（法人番号
4040001089455）代表
者大野浩

千葉県千葉市花見川区
天戸町１３８６－１
（千葉県千葉市花見川
区天戸町１４８５－１
７）

本社
千葉県千葉市花
見川区天戸町１
４８５－１７

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

公安委員会からの通知を端緒として、令和3年11月18日、監査を実施。
1件の違反が認められた。（１）過積載運送（貨物自動車運送事業法第
17条第3項）

3 3

貨物 2022 1 18

有限会社マルミヤ運送
（法人番号
5011702011080）代表
者濱中一也

東京都江戸川区東葛西
９－１４－１６

本社
東京都江戸川区
東葛西９－１４
－１６

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

公安委員会からの通知を端緒として、令和3年11月30日、監査を実施。
1件の違反が認められた。（１）過積載運送（貨物自動車運送事業法第
17条第3項）

4 2

貨物 2022 1 18
株式会社菅原運輸（法人
番号7021001012686）
代表者菅原道治

神奈川県相模原市南区
上鶴間本町１－２７－
２６

本社

神奈川県相模原
市南区上鶴間本
町１－２７－２
６

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

無免許運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和3年
5月14日、監査を実施。7件の違反が認められた。（１）疾病のおそれ
のある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（２）
点呼の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5
項）、（３）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第8条第1項）、（４）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第10条第1項）、（５）初任運転者に対する適性診
断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、
（６）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3
条の2）、（７）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

6 6

貨物 2022 1 18
株式会社ドリーム（法人
番号4040001069688）
代表者久保田圭一郎

千葉県柏市若柴１１１
－１１

本社
千葉県柏市若柴
１１１－１１

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和3年5
月7日、監査を実施。5件の違反が認められた。（１）乗務時間等告示
の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（２）
疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6
項）、（３）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条）、（４）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第1項）、（５）定期点検整備の実施違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条の2）

3 3

貨物 2022 1 18
株式会社ハクシン（法人
番号2040001040007）
代表者朝妻治

茨城県常総市内守谷町
きぬの里２－１４－２
８

本社（旧：
守谷）

茨城県常総市内
守谷町きぬの里
２－１４－２８
（旧：茨城県守
谷市百合ヶ丘３
－２７９２－
１）

輸送施設の使用停止
（180日車）、輸送の
安全確保命令

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和3年6月3日及び同年
6月29日、監査を実施。11件の違反が認められた。（１）乗務時間等告
示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、
（２）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条）、（３）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第8条第1項）、（４）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第9条）、（５）運行指示書の作成義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3）、（６）運転者に対する指
導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、
（７）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3
条の2）、（８）整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条の4）、（９）運行管理者に対する指導及び監督違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条）、（１０）事業計画の
変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、（１１）事業計
画事後届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）

18 18

貨物 2022 1 18
株式会社青山通産（法人
番号6030001100435）
代表者青木孝介

埼玉県狭山市狭山台１
－４－２１

八王子
東京都八王子市
暁町１－１３－
１７－１０３

輸送施設の使用停止
（260日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の2

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和3年5月13日及び同
年7月1日並びに同年8月24日、旧横浜営業所に監査を実施。13件の違反
が認められた。（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第3条第4項）、（２）疾病のおそれのある乗務（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（３）点呼の実施義務違
反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（４）乗務等の記録
事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（５）運
行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9
条）、（６）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第1項）、（７）初任運転者に対する指導監督違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（８）初任運転者に対
する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条
第2項）、（９）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第3条の2）、（１０）整備管理者の研修受講義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条の4）、（１１）運行管理者に対する
指導及び監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条）、（１
２）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、
（１３）事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）

26 26



貨物 2022 1 18
株式会社一（法人番号
5120101059150）代表
者日野一馬

大阪府貝塚市木積1968-
6-103

本社
大阪府貝塚市木
積1968-6-103

輸送施設の使用停止
(50日車)

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

令和2年10月12日、令和3年3月11日、同年3月25日及び同年10月28日、
法令違反の疑いを端緒に監査を実施。12件の違反が認められた。（1）
事業計画変更認可違反【自動車車庫の位置及び収容能力違反】（貨物
自動車運送事業法施行規則（以下「施行規則」）第2条第1項第4号）、
（2）事業計画変更認可違反【乗務員の休憩・睡眠施設の位置及び収容
能力違反】（施行規則第2条第1項第5号）、（3）「貨物自動車運送事
業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵
守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条
第4項）、（4）点検整備記録簿等の記載違反等【記録の保存】（安全
規則第3条の2、道路運送車両法第49条）、（5）点呼の実施違反【未実
施】（安全規則第7条第1項～第3項）、（6）点呼の記録違反【記載事
項等の不備】（安全規則第7条第5項）、（7）乗務等の記録違反【記載
事項等の不備】（安全規則第8条）、（8）運行記録計による記録違反
【記録】（安全規則第9条）、（9）運転者台帳【記載事項等の不備】
（安全規則第9条の5第1項）、（10）「貨物自動車運送事業者が事業用
自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」（以下「指導監督
告示」）による運転者に対する指導及び監督違反【一部不適切】（安
全規則第10条第1項）、（11）指導監督告示による運転者に対する指導
及び監督に係る記録の作成・保存【記載事項等の不備】（安全規則第
10条第1項）、（12）指導監督告示による運転者に対する特別な指導及
び運転適性診断受診義務違反【運転適性診断の受診状況】（安全規則
第10条第2項）

5 5

貨物 2022 1 18
丸武運輸株式会社（法人
番号6120901025771）
代表者竹本史彦

大阪府豊中市利倉西2-
17-1-301

本社
大阪府豊中市利
倉西2-17-1-301

輸送施設の使用停止
(20日車)

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

令和3年7月15日及び同年9月3日、公安委員会からの通報を端緒に監査
を実施。4件の違反が認められた。（1）事業計画変更認可違反【営業
所の位置（運輸局長が指定する区域外に限る。）の違反】（貨物自動
車運送事業法施行規則第2条第1項第2号）、（2）乗務等の記録違反
【記載事項等の不備】（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安
全規則」）第8条）、（3）運行記録計による記録違反【記録】（安全
規則第9条）、（4）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者
に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する指導及び監
督違反【一部不適切】（安全規則第10条第1項）

2 2

貨物 2022 1 18

株式会社森組建設工業
（法人番号
8130001035859）代表
者林田俊之

京都府亀岡市篠町篠杢
殿林11-4

本社
京都府亀岡市篠
町篠杢殿林11-4

輸送施設の使用停止
(20日車)

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

令和3年10月28日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。1件の
違反が認められた。（1）過積載運送の引受け、指示等【過積載による
運送の引受け】（貨物自動車運送事業法第17条第3項）

2 2

貨物 2022 1 18
泉海商運株式会社（法人
番号5120101041604)
代表者岡山健治

大阪府和泉市平井町
307-1

高松営業所
香川県高松市川
島本町字流田
100-1

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和4年1月13日、労働局と合同で監査を実施したところ、2件の違反が
確認された。(1)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運
転者に対する指導監督が不適切であったこと（貨物自動車運送事業輸
送安全規則（以下「安全規則」）第10条第1項）、(2)事業用自動車の
運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督の記録に
記載すべき事項が不適切であったこと（安全規則第10条第1項）

0 0

タクシー 2022 1 18 平野 亨 東京都練馬区 個人 東京都練馬区
文書警告及び旅客の
利便確保命令

旅客自動車運送事業
運輸規則第２条第２
項

令和3年11月29日、法令違反の疑いがあることを端緒として調査を実
施。1件の違反が認められた。(1)一般準則(公平かつ懇切な取扱い)違反
(旅客自動車運送事業運輸規則第2条第2項)

0 0

貨物 2022 1 19
株式会社山口運送（法人
番号8350001010393 ）
代表者山口登幸

宮崎県宮崎市高岡町大
字花見字中水流1945-1

本社営業所
宮崎県宮崎市高
岡町大字花見字
中水流1945-1

輸送施設の使用停止
（60日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第4項

令和3年8月5日、監査実施。11件の違反が認められた。(1)必要な員数
の運転者の確保違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下｢安全規
則｣）第3条第1項)、(2)乗務時間等の基準の遵守違反(安全規則第3条第4
項)、(3)疾病、疲労等のおそれのある乗務(安全規則第3条第6項)、(4)
点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(5)点呼の記録義務違反(安全規
則第7条第5項)、(6)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、
(7)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(8)運転者台帳の記載
事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(9)運転者に対する指導監督違
反(安全規則第10条第1項)、(10)特定運転者に対する特別な指導監督違
反(安全規則第10条第2項)、(11)特定運転者に対す適性診断受診義務違
反(安全規則第10条第2項)

6 6

貸切バス 2022 1 19

有限会社ドリーム観光バ
ス（法人番号
8080102012481) 代表
者高遠昇

静岡県駿東郡清水町長
沢78番地の1

本社営業所
静岡県駿東郡清
水町畑中字殿ﾉ前
26番地の13

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第7条の2第
1項

令和3年11月30日、監査方針に基づき、監査を実施。2件の違反が認め
られた。(1)運送引受書記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第7
条の2第1項)､(2)乗務等の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規
則第25条第2項)

7 0

貨物 2022 1 20
有限会社石黒運輸（法人
番号7380002019416）
代表者石黒勝美

福島県東白川郡塙町大
字伊香字松原160番地20

本社営業所
福島県東白川郡
塙町大字伊香字
松原160番地20

輸送施設の使用停止
（50日車）及び文書
警告

事業法第17条第3
項、事業法第17条第
4項

令和3年3月17日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、3件の違
反が認められた｡（1）過積載運送【過積載の程度が5割以上10割未満】
（貨物自動車運送事業法（以下｢事業法｣）第17条第3項）、（2）過積
載運送【過積載の程度が10割以上】（事業法第17条第3項）、（3）運
転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）

5 5

タクシー 2022 1 20

有限会社Ｊ．ｓ交通 (法
人番号
4240002025091） 代
表者新本修三

広島県広島市安佐南区
古市二丁目14番18号

本社営業所
広島県広島市安
佐南区伴中央5丁
目2番16号

輸送施設の使用停止
（103日車）及び文書
警告

道路運送法（以下
「法」という。）第
15条第1項及び法第
27条第3項

令和2年12月3日、令和3年2月3日及び同年3月8日、情報提供を端緒と
して監査を実施。8件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反
（車庫）（法第15条第1項）、(2)疾病・疲労等のおそれのある乗務禁
止違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第21条第5
項）、(3)点呼の実施義務違反（運輸規則第24条第1項及び第2項）、(4)
点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条第5項）、(5)乗務等の記録
事項義務違反（運輸規則第25条第3項及び第4項）、(6)乗務員台帳の記
載事項義務違反（運輸規則第37条第1項）、(7)事業用自動車の定期点
検整備義務違反（運輸規則第45条第1号）、(8)事業用自動車の定期点
検整備記録簿の保存義務違反（運輸規則第45条第2号）

11 11

タクシー 2022 1 20

株式会社あんしんネット
あいち（法人番号
4180001020463) 代表
者天野清美

愛知県名古屋市中川区
尾頭橋四丁目10番地7号

長久手営業
所

愛知県長久手市
岩作落合201

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和3年12月17日、関係機関からの情報を端緒として、監査を実施。1
件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動
車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

タクシー 2022 1 20

古川タクシー株式会社
（法人番号
4200001025591) 代表
者野戸修

岐阜県飛騨市古川町金
森町11番地20号

本社営業所
岐阜県飛騨市古
川町金森町11-20

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第5
項

令和4年1月13日、監査方針に基づき、監査を実施。3件の違反が認めら
れた。(1)健康診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第5項)､
(2)点呼の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5
項)､(3)運行管理規程の記載事項不適切(旅客自動車運送事業運輸規則第
48条の2第1項)

0 0

貸切バス 2022 1 20

有限会社ルミナス交通
(法人番号
2140002031416) 代表
者小山幸夫

兵庫県三木市細川町細
川中274

本社
兵庫県三木市細
川町細川中273

文書警告(処分日車数
40日車のため、一般
貸切旅客自動車運送
事業者に対する行政
処分等の基準3.(6)に
よる)

道路運送法第27条第
3項

令和3年12月15日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。2件の違
反が認められた。(1)点呼の記録義務違反【記載事項の不備】(旅客自動
車運送事業運輸規則(以下、｢運輸規則｣)第24条第5項)、(2)｢旅客自動車
運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針｣
による運転者に対する特別な指導及び適性診断受診義務違反【適性診
断の受診状況】(運輸規則第38条第2項)

14 4

貨物 2022 1 21
進光運輸株式会社（法人
番号4120001001972）
代表者寺川明宏

大阪府大阪市鶴見区浜
5-1-27

本店
大阪府大阪市鶴
見区浜5-1-27

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和3年11月18日、死亡事故を引き起こしたことを端緒に監査を実施。
1件の違反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業者が事業用自動
車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する
指導及び監督違反【一部不適切】（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第10条第1項）

13 0



貨物 2022 1 21

株式会社植田コンストラ
クション（法人番号
1122001016805）代表
者植田太平

大阪府大東市大字龍間
1075番地

本社
大阪府東大阪市
稲田上町1丁目3
番24号

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第1項

令和3年11月5日及び同年11月17日、死亡事故を引き起こしたことを端
緒に監査を実施。3件の違反が認められた。（1）点検整備違反【12月
点検整備の未実施】（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全
規則」）第3条の2、道路運送車両法第48条）、（2）点呼の記録違反
【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、（3）運行記録計によ
る記録違反【記録】（安全規則第9条）

0 0

貸切バス 2022 1 21

株式会社オールスター観
光（法人番号
8380001007908） 代
表者佐藤洋一

福島県田村郡三春町大
字楽内字孝戸69番地の2

本社営業所
福島県田村郡三
春町大字楽内字
孝戸69番地の2

文書警告(処分日車数
20日車のため、一般
貸切旅客自動車運送
事業者に対する行政
処分等の基準3.(6)に
よる)

道路運送法第27条第
3項

令和3年12月9日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、1件の違
反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反（旅客自動車
運送事業運輸規則第38条第1項）

2 2

貸切バス 2022 1 21

なゆた観光自動車有限会
社（法人番号
2080402015330) 代表
者河合忠臣

静岡県浜松市浜北区平
口5535番地の1

本社営業所
静岡県浜松市浜
北区平口字姥ヶ
谷5535番地1号

文書警告(処分日車数
20日車のため､一般貸
切旅客自動車運送事
業者に対する行政処
分等の基準3.(6)によ
る)

旅客自動車運送事業
運輸規則第7条の2第
1項

令和3年11月18日、監査方針に基づき、監査を実施。3件の違反が認め
られた。(1)運送引受書記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第7
条の2第1項)､(2)点呼の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則
第24条第5項)､(3)乗務員台帳の記載事項等不備(旅客自動車運送事業運
輸規則第37条第1項)

2 2

貸切バス 2022 1 21

ツーリスト・トップジャ
パン株式会社（法人番号
1180001020136) 代表
者山口直樹

愛知県豊川市赤坂町関
川37

バスベル観
光営業所

愛知県豊川市赤
坂町関川37

文書警告(処分日車数
20日車のため､一般貸
切旅客自動車運送事
業者に対する行政処
分等の基準3.(6)によ
る)

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第2
項

令和3年11月16日、監査方針に基づき、監査を実施。1件の違反が認め
られた。(1)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(旅客自動車運送
事業運輸規則第38条第2項)

2 2

貨物 2022 1 24

有限会社ケイティーエス
（法事番号
9290802018368）代表
者毛利成幸

福岡県北九州市八幡東
区山王2丁目4番3号

本社営業所
福岡県北九州市
八幡東区山王2丁
目4番3号

輸送施設の使用停止
（60日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第1項第2号、
法第17条第4項、法
第60条第1項、道路
運送車両法第48条

令和3年11月11日、監査実施。13件の違反が認められた。(1)疾病、疲
労等のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下｢安全
規則｣）第3条第6項)、(2)定期点検整備の実施違反(安全規則第3条の2、
道路運送車両法第48条)、(3)整備管理者の研修受講義務違反(安全規則
第3条の4)、(4)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(5)点呼の記録事
項義務違反(安全規則第7条第5項)、(6)運転者台帳の作成義務違反(安全
規則第9条の5第1項)、(7)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9
条の5第1項)、(8)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1
項)、(9)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反
(安全規則第10条第1項)、(10)運転者に対する指導監督の記録事項義務
違反(安全規則第10条第1項)、(11)特定運転者に対する特別な指導監督
違反(安全規則第10条第2項)、(12)特定運転者に対する適性診断受診義
務違反(安全規則第10条第2項)、(13)報告義務違反(貨物自動車運送事業
法第60条第1項)

6 6

貨物 2022 1 24
合同会社聖崇（法人番号
9340003001721）代表
者冨永和嗣

鹿児島県鹿児島市東谷
山5丁目34-5

鹿児島営業
所

鹿児島県鹿児島
市東谷山5丁目
34-5

輸送施設の使用停止
（60日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第8
条第1項、法第17条
第1項第1号、法第
17条第1項第2号、
法第17条第4項、道
路運送車両法48条

令和3年5月28日、監査実施。14件の違反が認められた。(1)～(5)事業
計画(営業所・自動車車庫・休憩睡眠施設・主たる事務所)に定めるとこ
ろに従う義務違反(貨物自動車運送事業法（以下｢法｣）第8条第1項)、
(6)乗務時間等の基準遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下
｢安全規則｣）第3条第4項)、(7)定期点検整備の実施違反(安全規則第3条
の2、道路運送車両法第48条)、(8)点呼の記録事項義務違反(安全規則第
7条第5項)、(9)乗務等の記録義務違反(安全規則第8条)、(10)乗務等の
記録事項義務違反(安全規則第8条)、(11)運行記録計による記録義務違
反(安全規則第9条)、(12)運行指示書の記載事項義務違反(安全規則第9
条の3第1項)、(13)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第
1項)、(14)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)

6 6

乗合バス 2022 1 24
壱岐交通株式会社（法人
番号1310001010098）
代表者酒井誠二

長崎県壱岐市郷ノ浦町
東触575-2

本社営業所
長崎県壱岐市郷
ノ浦町東触575-2

輸送施設の使用停止
（240日車）、文書警
告

道路運送法（以下｢
法｣）法第12条第1
項、法第23条第3
項、法第27条第3
項、道路運送車両法
（以下｢車両法｣）第
41条、車両法第47
条、車両法第48条、
車両法第52条、車両
法第58条第1項

令和3年8月30日、監査実施。10件の違反が認められた。(1)運送約款の
掲示義務違反（道路運送法（以下｢法｣）第12条第1項）、(2)運行管理
者の選任（解任）未届出違反（法第23条第3項）、(3)乗務員台帳の記
載事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下｢運輸規則｣）第
37条第1項）、(4)運転者に対する指導監督の記録違反（運輸規則第38
条第1項）、(5)特定運転者に対する特別な指導監督違反（運輸規則第
38条第2項）、(6)(7)整備不良車両等（運輸規則第45条、道路運送車両
法第41条、道路運送車両法第47条）、(8)定期点検整備の実施違反（運
輸規則第45条、道路運送車両法第48条）、(9)整備管理者の選任（変
更）未届出違反（運輸規則第45条、道路運送車両法第52条）、(10)無
車検運行違反（運輸規則第45条、道路運送車両法第58条第1項）

24 24

貸切バス 2022 1 24
PHA株式会社(法人番号
3140002050381) 代表
者小國栄作

兵庫県姫路市青山西1丁
目9番10号

本社
兵庫県姫路市西
今宿二丁目1-10

文書警告(処分日車数
50日車のため、一般
貸切旅客自動車運送
事業者に対する行政
処分等の基準3．(6)
による)

道路運送法第27条第
3項

令和3年12月9日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。4件の違反
が認められた。(1)運送引受書の交付義務違反【記載事項の不備】(旅客
自動車運送事業運輸規則(以下、｢運輸規則｣)第7条の2第1項)、(2)点呼
の記録義務違反【記載事項の不備】(運輸規則第24条第5項)、(3)運行指
示書の作成等義務違反【記載事項等の不備】(運輸規則第28条の2第1
項)、(4)｢旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う
指導及び監督の指針｣による運転者に対する指導監督義務違反【一部不
適切】(運輸規則第38条第1項)

22 5

貸切バス 2022 1 24

有限会社安藤自動車整備
工場（法人番号
3350002009539） 代
表者安藤洋之

宮崎県児湯郡川南町川
南19755-2

本社営業所
宮崎県児湯郡川
南町川南19755-2

輸送施設の使用停止
（80日車）、文書警
告

道路運送法（以下
「法」）第9条の2第
1項、法第27条第3
項

令和3年10月20日、監査実施。6件の違反が認められた。(1)運賃料金事
前届出、運賃料金変更事前届出違反（道路運送法第9条の2第1項）、
(2)運送引受書の記載事項不備違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以
下「運輸規則」）第7条の2第1項）、(3)点呼の実施義務違反（運輸規
則第24条）、(4)点呼の記録事項義務違（運輸規則第24条第5項）、(5)
乗務員台帳の記載事項義務違（運輸規則第37条第1項）、(6)運転者に
対する指導監督違反（運輸規則第38条第1項）

8 8

貸切バス 2022 1 24

黒田タクシー株式会社
（法人番号
7240001021254） 代
表者黒田憲之

広島県広島市安佐北区
可部3丁目33番20号

黒田タク
シー㈱本社
営業所

広島県広島市安
佐北区可部3丁目
33番20号

文書警告（処分日車
数40日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

道路運送法第27条第
3項

令和3年11月30日、継続監視の監査対象であることを端緒として監査を
実施。1件の違反が認められた。特定の運転者に対する特別な指導義務
違反（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項）

4 4

貨物 2022 1 25

株式会社丸中流通運輸
（法人番号５４６０１０
１００４０１５） 代表
者中屋敷強機

北海道中川郡幕別町字
千住３９７－４４

本社営業所
北海道中川郡幕
別町字千住３９
７－４４

文書警告
貨物自動車運送事業
法第１７条第４項、
道路運送法第９５条

令和３年１１月２６日、第一当事者と推定される死亡事故を引き起こ
したことを端緒として監査を実施。２件の違反が認められた。（１）
特定運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第１０条第２項）、（２）自動車に関する表示義務違反（道
路運送法第９５条）

0 0

貨物 2022 1 25

キョーツー株式会社（法
人番号５４４０００１０
００７１９） 代表者藤
山幸伸

北海道函館市西桔梗町
８６３番地４

本社営業所
北海道北斗市追
分３丁目２番８
号

文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項第１
号、法第１７条第４
項

令和３年１１月３０日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況
を端緒として監査を実施。３件の違反が認められた。（１）疾病・疲
労等のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下
「安全規則」）第３条第６項）、（２）運転者に対する指導監督義務
違反（安全規則第１０条第１項）、（３）特定運転者に対する特別な
指導義務違反（安全規則第１０条第２項）

0 0

貨物 2022 1 25

株式会社北都高速運輸倉
庫東北（法人番号
7400502001630） 代
表者小野寺勝彦

岩手県西磐井郡平泉町
平泉字坂下107番地1

本社営業所
岩手県西磐井郡
平泉町平泉字坂
下107番地1

輸送施設の使用停止
（30日車）及び文書
警告

事業法第17条第1項
第1号、事業法第17
条第4項

令和3年2月8日及び3月8日、監査方針を端緒として監査を実施した結
果、2件の違反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反（安全
規則第3条第4項）、（2）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則
第10条第1項）

3 3



貨物 2022 1 25
宮石運輸株式会社（法人
番号4370401000582）
代表者小野寺賢二

宮城県登米市中田町上
沼字新内ﾉ目213番地の1

岩手営業所
岩手県一関市東
山町田河津字横
沢263-12

輸送施設の使用停止
（20日車）及び文書
警告

事業法第17条第4項

令和3年6月3日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、4件の違
反が認められた｡（1）運転者台帳の作成義務違反（安全規則第9条の5
第1項）、（2）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1
項）、（3）初任運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第
2項）、（4）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第
10条第2項）

2 2

貨物 2022 1 25

宮城エキスプレス株式会
社（法人番号
2370301001261） 代
表者宇都宮博行

宮城県石巻市魚町2丁目
1番2号

本社営業所
宮城県石巻市魚
町2丁目1番2号

輸送施設の使用停止
（20日車）及び文書
警告

事業法第17条第1項
第1号、事業法第17
条第4項

令和3年2月8日、死亡事故を端緒として監査を実施した結果、2件の違
反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反（安全規則第3条第
4項）、（2）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1
項）

2 2

貨物 2022 1 25
有限会社橋浦運送（法人
番号6370302001901）
代表者武田敏雄

宮城県石巻市北上町橋
浦字上大須126番地

本社営業所
宮城県石巻市北
上町橋浦字上大
須126番地

輸送施設の使用停止
（10日車）及び文書
警告

事業法第17条第1項
第1号、事業法第17
条第4項

令和3年2月9日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として監査を実施
した結果、5件の違反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反
（安全規則第3条第4項）、（2）点呼の実施義務違反（安全規則第7条
第1項、第3項）、（3）運転者台帳の作成義務違反（安全規則第9条の5
第1項）、（4）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1
項）、（5）運転者に対する指導監督の記録違反（安全規則第10条第1
項）

1 1

貨物 2022 1 25
中野運送有限会社（法人
番号4380002030276）
代表者中野量

福島県双葉郡大熊町大
字熊川字古舘167番地の
2

二本松営業
所

福島県二本松市
郡山台133-1

輸送施設の使用停止
（50日車）及び文書
警告

事業法第8条第1項、
事業法第17条第1項
第1号、事業法第17
条第4項

令和3年5月11日及び27日、監査方針を端緒として監査を実施した結
果、4件の違反が認められた｡（1）自動車車庫の位置及び収容能力違反
（貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号）、（2）乗務時間
等の基準の遵守違反（安全規則第3条第4項）、（3）点呼の実施義務違
反（安全規則第7条第1項、第2項）、（4）運転者に対する指導監督義
務違反（安全規則第10条第1項）

5 5

貨物 2022 1 25

光駿トレーラー輸送株式
会社（法人番号
8430001068366）代表
者緒方克則

北海道北広島市大曲工
業団地６－２－５

大洗
茨城県鉾田市沢
尻５９６－１８

輸送施設の使用停止
（50日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和3年6
月16日、監査を実施。6件の違反が認められた。（１）乗務時間等告示
の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（２）
乗務時間等告示なお書きの遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第4項）、（３）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条）、（４）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第8条第1項）、（５）運行記録計による記録義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（６）運行指示書の作
成義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3）

5 5

貨物 2022 1 25

イトウ商事株式会社（法
人番号
7190001021160）代表
者伊藤森松

三重県桑名市福島９６
９－１ スペリア桑名
三番館７０４号

関東
茨城県つくば市
上大島１９５０
－１

事業停止（3日間）、
輸送施設の使用停止
（274日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第5項

法令違反の疑いがあることを端緒として、令和3年3月4日、監査を実
施。11件の違反が認められた。（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（２）酒酔い・酒気帯
び乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第5項）、（３）疾病
のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6
項）、（４）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条）、（５）点呼の記録の不実記載（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第7条第5項）、（６）運行指示書の作成義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第9条の3）、（７）運転者に対する指導監督違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（８）運転者に
対する指導監督の記録の不実記載（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第10条第1項）、（９）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条の2）、（１０）運行管理者に対する指導及び監督
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条）、（１１）事業計画
の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）

31 31

貨物 2022 1 25
株式会社ヒロト（法人番
号3020001077033）代
表者古山勝敏

神奈川県川崎市麻生区
早野６８０

本社
神奈川県藤沢市
遠藤２０１９－
１２

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和3年11
月5日、監査を実施。2件の違反が認められた。（１）運転者に対する
指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、
（２）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3
条の2）

0 0

貨物 2022 1 25

ヤマト運輸株式会社（法
人番号
1010001092605）代表
者長尾裕

東京都中央区銀座２－
１６－１０

埼玉大利根
埼玉県加須市間
口字道南５５９
－１

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の2

法令違反の疑いがあることを端緒として、令和3年6月18日、監査を実
施。1件の違反が認められた。（１）無車検運行（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第58条第1項）

6 6

貨物 2022 1 25

株式会社サンブライト
（法人番号
3011601002760）代表
者荻田佐織

東京都練馬区豊玉北４
－２６－１３豊玉カー
ムマンション１０９号

戸田
埼玉県戸田市笹
目７－３－１０

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和3年6
月15日及び同年6月22日、監査を実施。5件の違反が認められた。
（１）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3
条第6項）、（２）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第1項）、（３）整備管理者の研修受講義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4）、（４）事業計画の変
更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、（５）事業計画事
前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）

6 6

貨物 2022 1 25
株式会社オッサム（法人
番号1021001028812）
代表者渡邊善昭

神奈川県厚木市長谷１
６７４

長谷（旧：
厚木妻田）

神奈川県厚木市
長谷１６７４
（旧：神奈川県
厚木市妻田東２
－３－４）

輸送施設の使用停止
（90日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

行政処分等を受けたにもかかわらず改善が認められないこと及び死亡
事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和3年7月13
日、監査を実施。5件の違反が認められた。（１）疾病のおそれのある
乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（２）運転者
に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1
項）、（３）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（４）事業計画の変更認可違反
（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、（５）事業計画事後届出違反
（貨物自動車運送事業法第9条第3項）

15 9

貨物 2022 1 25

株式会社アルファサービ
ス（法人番号
7040001072004）代表
者針ヶ谷誠一

千葉県野田市尾崎１２
０３－１

本社
千葉県野田市尾
崎１２０３－１

輸送施設の使用停止
（110日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

行政処分等を受けたにもかかわらず改善が認められないことを端緒と
して、令和3年5月20日、監査を実施。4件の違反が認められた。（１）
乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第
4項）、（２）乗務時間等告示なお書きの遵守違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第3条第4項）、（３）疾病のおそれのある乗務（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（４）運転者に対する指
導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

28 11

貨物 2022 1 25
大串建設株式会社（法人
番号5020001059335）
代表者大串龍也

神奈川県横浜市緑区北
八朔町１０８９－１

本社

神奈川県横浜市
緑区北八朔町２
０９０－２－４
０５（旧：神奈
川県横浜市緑区
三保町３０４０
－７）

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和3年6
月23日、監査を実施。4件の違反が認められた。（１）点呼の実施義務
違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（２）運転者に対
する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、
（３）整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条の4）、（４）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条
第1項）

2 2

貨物 2022 1 25
株式会社ツカハラ（法人
番号3070001012869）
代表者塚原和臣

群馬県伊勢崎市八斗島
町８３２

本社
群馬県伊勢崎市
八斗島町８３２

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和3年11月16日、監査
を実施。1件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

タクシー 2022 1 25 梶野崇人 兵庫県神戸市 兵庫県神戸市 文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和3年12月28日、苦情を端緒として調査を実施。1件の違反が認めら
れた。一般準則(公平かつ懇切な取扱い)違反(旅客自動車運送事業運輸
規則第2条第2項)

0 0



タクシー 2022 1 25
愛電交通株式会社（法人
番号2180001007735)
代表者浅野丈夫

愛知県名古屋市昭和区
鶴舞二丁目7番9号

本社営業所
愛知県名古屋市
昭和区鶴舞二丁
目7番9号

文書警告
道路運送法第23条第
3項

令和3年12月23日、関係機関からの情報を端緒として、監査を実施。4
件の違反が認められた。(1)運行管理者の解任届出違反(道路運送法第23
条第3項)､(2)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運
輸規則第38条第1項)､(3)特定の運転者に対する指導義務違反(旅客自動
車運送事業運輸規則第38条第2項)､(4)特定の運転者に対する運転適性診
断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)

0 0

貸切バス 2022 1 25

群馬セイワ観光株式会社
（法人番号：
9070001011519） 代
表者 高橋 朱実

群馬県高崎市下斉田町
字重土薬師410

東京営業所
東京都あきる野
市瀬戸岡459-12

処分日車数40日車の
ため、一般貸切旅客
自動車運送事業者に
対する行政処分等の
基準3.(6)により文書
警告

旅客自動車運送事業
運輸規則第47条の9
第1項

令和3年11月22日、定期的な監査を実施。1件の違反が認められた。(1)
運行管理者の選任違反(旅客自動車運送事業運輸規則第47条の9第1項)

58 4

貸切バス 2022 1 25

有限会社宮浦観光バス
（法人番号：
2020002066853） 代
表者 榊枝 新一郎

神奈川県横浜市緑区白
山1-11-14

神奈川営業
所

神奈川県横浜市
旭区上川井町字
市坂2008-3

処分日車数40日車の
ため、一般貸切旅客
自動車運送事業者に
対する行政処分等の
基準3.(6)により文書
警告

旅客自動車運送事業
運輸規則第24条第5
項

令和3年11月9日、定期的な監査を実施。5件の違反が認められた。(1)
運送引受書の記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸
規則｣)第7条の2第1項)､(2)乗務時間等告示の遵守違反(運輸規則第21条
第1項)､(3)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)､(4)運行指示書
の記載事項不備(運輸規則第28条の2第1項)､(5)運転者に対する指導監督
等義務違反(運輸規則第38条第1項)

4 4

貨物 2022 1 26

府中高速運輸株式会社
(法人番号
8240001034412） 代
表者岡本裕樹

広島県府中市本山町
530-184

本社
広島県府中市本
山町530-184

事業の停止（30日
間）、輸送施設の使
用停止（80日車）、
輸送の安全確保命令
及び文書警告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号及び同条第4項

令和2年7月17日、同年9月9日、同年10月21日及び同年11月16日、情報
提供を端緒として監査を実施。10件の違反が認められた。(1)乗務時間
等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）、(2)乗務時間等告示のなお書き遵守違反（安全規
則第3条第4号）、(3)疾病・疲労等のおそれのある乗務禁止違反（安全
規則第3条第6項）、(4)点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項、第
2項及び第3項）、(5)点呼の記録事項義務違反（安全規則第7条第5
項）、(6)乗務等の記録事項義務違反（安全規則第8条第1項）、(7)運行
記録計の記録義務違反（安全規則第9条）、(8)運行指示書の記載事項義
務違反（安全規則第9条の3第1項及び第2項及び第3項）、(9)運転者台
帳の記載事項義務違反（安全規則第9条の5第1項）、(10)運行管理者の
講習受講義務違反（安全規則第23条第1項）

38 38

貨物 2022 1 26

ウイング・ロジスティッ
クサポート有限会社（法
人番号
4290802012276）代表
者渡邊誠

福岡県北九州市小倉南
区大字曽根4341-4

本社営業所
福岡県北九州市
小倉南区大字曽
根4341-4

輸送施設の使用停止
（60日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第4項

令和3年8月11日、監査実施。6件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下｢安全規
則｣）第3条第4項)、(2)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(3)
運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(4)運転者に
対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(5)特定運転者に対する特
別な指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(6)特定運転者に対する適性
診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)

13 13

貨物 2022 1 26
ネスコ株式会社（法人番
号2340001019516）代
表者塩田智子

鹿児島県姶良市加治木
町諏訪町197-4

本社営業所
鹿児島県霧島市
溝辺町崎森978-2

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

令和3年10月26日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)過積載運送
(貨物自動車運送事業法第17条第3項)

2 2

貨物 2022 1 26

株式会社ワコウコーポ
レーション（法人番号
7210001016364) 代表
者勝木孝幸

福井県越前市上四目町
第27号12番地の2

本社営業所
福井県越前市上
四目町第27号12
番地の2

輸送施設の使用停止
(60日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和3年7月2日､死亡事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡10件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)健康診断未受診(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第3条第6項)､(3)整備管理者の研修受講義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4)､(4)点呼の記録記載事項不
備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)運転者台帳の作成
義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(6)運転者
台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1
項)､(7)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第1項)､(8)運転者に対する指導監督記録義務違反(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(9)特定の運転者に対する指導義
務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(10)特定の運転
者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10
条第2項)

6 6

貨物 2022 1 26
株式会社林商運（法人番
号7200001033261) 代
表者林佳宜

岐阜県恵那市大井町34
番地7

本社営業所
岐阜県恵那市大
井町34番地7

輸送施設の使用停止
(30日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和3年7月21日､監査方針に基づき､監査を実施｡7件の違反が認められ
た｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第4項)､(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第7条第5項)､(4)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第8条)､(5)運行記録計による記録義務違反(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(6)運転者に対する指導監督記録
義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(7)特定の運
転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
10条第2項)

3 3

タクシー 2022 1 26
甲南興業株式会社(法人
番号2140001058740)
代表者蔭山守生

兵庫県姫路市豊富町御
蔭110番地1号

本社
兵庫県姫路市豊
富町御蔭字向垣
内110番地1号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(駐
停車違反)が過去一年以内に3件に達した。｢旅客自動車運送事業者が事
業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針｣による運転者に
対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

タクシー 2022 1 26
株式会社M交通(法人番
号1140001064038) 代
表者松本州代

兵庫県姫路市西庄143番
地の1

本社
兵庫県姫路市西
庄143番地の1

文書警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(駐
停車違反)が過去一年以内に3件に達した。｢旅客自動車運送事業者が事
業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針｣による運転者に
対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

貨物 2022 1 27
石昌運輸有限会社（法人
番号8200002006975)
代表者石原泰守

岐阜県各務原市各務山
の前町4-326

本社営業所
岐阜県各務原市
各務山の前町4-
326

輸送施設の使用停止
(20日車)

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

令和3年11月25日､公安委員会からの通知を端緒として､監査を実施｡1件
の違反が認められた｡(1)過積載運行禁止違反(貨物自動車運送事業法第
17条第3項)

2 2

貨物 2022 1 27
株式会社翔栄（法人番号
5080001013113) 代表
者大塚正浩

静岡県島田市阪本3272-
14

本社営業所
静岡県島田市阪
本2482番地の5

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

令和4年1月7日､重傷事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡1件の違反が認められた｡(1)運転者に対する指導監督義務違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)

0 0

貸切バス 2022 1 27

東神観光バス株式会社
（法人番号
8180301007990) 代表
者齋藤雅宣

愛知県豊橋市大脇町字
大脇ﾉ谷74番地88

浜松営業所
静岡県湖西市白
須賀6287番地

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第28条の2
第1項

令和3年12月14日、監査方針に基づき、監査を実施。1件の違反が認め
られた。(1)運行指示書の記載事項等不備(旅客自動車運送事業運輸規則
第28条の2第1項)

7 0

貸切バス 2022 1 27

有限会社ナイカイグルー
プ（法人番号
5260002030592） 代
表者江見文哉

岡山県美作市豊国原350
－5

本社営業所
岡山県美作市豊
国原350－5

文書警告（処分日車
数４0日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

道路運送法第27条第
3項

令和4年1月17日、継続監視の監査対象であることを端緒として監査を
実施。1件の違反が認められた。特定の運転者に対する適性診断受診義
務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項）

4 4

貨物 2022 1 28

有限会社丸一運送（法人
番号５４６２５０２００
０６９９） 代表者杉岡
髙義

北海道標津郡中標津町
川西１－１８

本社営業所
北海道標津郡中
標津町川西１丁
目２７番地１０

輸送施設の使用停止
（２０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項第１
号、法第１７条第４
項

令和０３年１０月２８日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状
況を端緒として監査を実施。３件の違反が認められた。（１）乗務時
間等の基準の遵守義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下
「安全規則」）第３条第４項）、（２）運転者台帳の記載事項義務違
反（安全規則第９条の５第１項）、（３）特定運転者に対する特別な
指導義務違反（安全規則第１０条第２項）

3 2



貨物 2022 1 28

株式会社フェザーズ（法
人番号
1122001027901）代表
者仲畑忠義

大阪府東大阪市荒本北3
丁目2番17号

本社
大阪府東大阪市
荒本北3丁目2-17

輸送施設の使用停止
(70日車)

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和2年9月29日、同年10月6日、同年10月22日及び同年12月15日、公
安委員会からの通報を端緒に監査を実施。9件の違反が認められた。
（1）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗
務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）疾病、疲労等のおそれのあ
る乗務（安全規則第3条第6項）、（3）点呼の実施違反【未実施】（安
全規則第7条第1項～第3項）、（4）点呼の記録違反【記載事項等の不
備】（安全規則第7条第5項）、（5）乗務等の記録違反【記録】（安全
規則第8条）、（6）運転者台帳【作成】（安全規則第9条の5第1項）、
（7）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指
導及び監督の指針」（以下「指導監督告示」）による運転者に対する
指導及び監督違反【大部分不適切】（安全規則第10条第1項）、（8）
（9）指導監督告示による運転者に対する特別な指導及び運転適性診断
受診義務違反【特別な指導の実施状況】【運転適性診断の受診状況】
（安全規則第10条第2項）

7 7

タクシー 2022 1 28

株式会社宝タクシー（法
人番号
2370001003533） 代
表者佐々木昌二

宮城県仙台市若林区卸
町東5丁目2番7号

本社営業所
宮城県仙台市若
林区卸町東5丁目
2番7号

文書警告
道路運送法（以下｢
運送法｣）第27条第3
項

令和4年1月28日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実施した
結果、1件の違反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則（以下｢運輸規則｣）第38条第1項）

0 0

タクシー 2022 1 28

仙台第一交通株式会社
（法人番号
8370001006712） 代
表者橋本博介

宮城県仙台市宮城野区
中野4丁目2番地の3

本社営業所
宮城県仙台市宮
城野区中野4丁目
2番地の3

文書警告 運送法第27条第3項
令和4年1月28日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実施した
結果、1件の違反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反
（運輸規則第38条第1項）

0 0

タクシー 2022 1 28

仙南タクシー株式会社
（法人番号
9370001019449） 代
表者髙澤雅哉

宮城県仙台市宮城野区
日の出町1丁目6番27号

本社営業所
宮城県仙台市宮
城野区日の出町1
丁目6-12

文書警告 運送法第27条第3項
令和4年1月28日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実施した
結果、1件の違反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反
（運輸規則第38条第1項）

0 0

タクシー 2022 1 28

南仙台第一交通株式会社
（法人番号
8370001002257） 代
表者橋本博介

宮城県仙台市太白区西
中田1丁目3番1号

本社営業所
宮城県仙台市太
白区西中田1丁目
216番地1号

文書警告 運送法第27条第3項
令和4年1月28日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実施した
結果、1件の違反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反
（運輸規則第38条第1項）

0 0

タクシー 2022 1 28
合名会社山一交通(法人
番号1360003004275)代
表者山田隆一

沖縄県南城市玉城船越
1191

本社営業所
沖縄県南城市玉
城船越1191

輸送施設の使用停止
（95日車）、文書警
告

道路運送法（以下
「法」）第15条第1
項

令和3年9月30日及び同年12月21日、車両の持ち帰りが横行していると
の情報提供を端緒に監査実施。11件の違反が認められた。(1)事業計画
の変更認可違反（法第15条第1項）、(2)輸送の安全及び旅客の利便を
確保するための遵守事項違反(旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運
輸規則」）第21条第5項)、(3)点呼の記録義務違反（運輸規則第24条第
5項）、(4)乗務等の記録義務違反（運輸規則第25条第3項、第4項）、
(5)乗務員台帳の一部未作成（運輸規則第37条第1項）、(6)乗務員台帳
の記載事項の不備（運輸規則第37条第1項）、(7)運転者に対する指導
及び監督に係る記録の記載事項の不備（運輸規則第38条第1項）、(8)
運転者に対する指導監督告示による運転手に対する特別な指導義務違
反（運輸規則第38条第2項）、(9)運転者に対する指導監督告示による
運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第38条第2項）、(10)
日常点検の未実施（運輸規則45条）、(11)定期点検整備の未実施（運
輸規則45条）

10 10

タクシー 2022 1 28

合資会社ジャイアンツタ
クシー(法人番号
6360003000666 )代表者
新垣浩

沖縄県那覇市字国場
1084番地4号

本社営業所
沖縄県那覇市字
国場1084番地4号

輸送施設の使用停止
(10日車）

道路運送法第27条第
3項

令和3年11月12日、その他状況等を勘案し監査実施。1件の違反が認め
られた。(1)点呼の実施義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第24条
第1項、第2項）

1 1

貨物 2022 1 31
株式会社ゆだ(法人番号
7250001000843） 代
表者河本善邦

山口県山口市大内長野
462-1

本社営業所
山口県山口市大
内長野462-1

輸送施設の使用停止
（10日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第4項及び法第
18条第3項

令和3年5月13日、同年9月22日及び同年10月5日、死亡事故を端緒とし
て監査を実施。8件の違反が認められた。(1)点呼の実施義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第7条第1項及び第2
項）、(2)点呼の記録義務違反（安全規則第7条第5項）、(3)点呼の記録
事項義務違反（安全規則第7条第5項）、(4)乗務等の記録事項義務違反
（安全規則第8条第1項）、(5)運転者台帳の記載事項義務違反（安全規
則第9条の5第1項）、(6)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反
（安全規則第10条第1項）、(7)運行管理者の講習受講義務違反（安全
規則第23条第1項）、(8)運行管理者の解任届出違反（安全規則第19
条）

1 1

貨物 2022 1 31
小松運輸株式会社（法人
番号3180301013952)
代表者小松建

愛知県刈谷市大手町二
丁目15番地

刈谷営業所
愛知県刈谷市小
垣江町古浜田16-
1

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第5項

令和4年1月31日､監査方針に基づき､監査を実施｡2件の違反が認められ
た｡(1)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条
第5項)､(2)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第8条)

0 0

貨物 2022 2 1
飛騨運輸株式会社（法人
番号2200001025131）
代表者漆山喜久雄

岐阜県高山市上岡本町1
丁目50

能登営業所
石川県羽咋市寺
家町ワ98-19

文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
9条第3項、法第17
条第1項及び同条第4
項

令和3年9月17日、監査実施。7件の違反が認められた。（1）事業計画
変更事前届出違反（貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1号）
（2）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
（以下「安全規則」）第3条第4項）（3）定期点検整備の実施義務違反
（安全規則第3条の2、道路運送車両法第48条）（4）点呼の記録義務違
反（安全規則第7条第5項）（5）点呼の記録記載不備（安全規則第7条
第5項）（6）乗務等の記録義務違反（安全規則第8条）（7）運行記録
計による記録義務違反（安全規則第9条）

0 0

貨物 2022 2 1
株式会社ＭＦＬ（法人番
号2120902002170）代
表者信川英樹

大阪府摂津市鳥飼西１
－１－１７

神奈川
神奈川県相模原
市南区麻溝台８
－３３－１０

輸送施設の使用停止
（70日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和3年5月19日及び同
年6月28日、監査を実施。6件の違反が認められた。（１）乗務時間等
告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、
（２）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3
条第6項）、（３）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条）、（４）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第8条第1項）、（５）初任運転者に対する適性診断受診義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（６）事業計
画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）

7 7

貨物 2022 2 1

株式会社住忠貿易物流
（法人番号
7040001049893）代表
者太田元治

千葉県木更津市本郷１
－８－２５

木更津
千葉県木更津市
本郷１－８－２
５

許可の取消し
貨物自動車運送事業
法第34条第1項

令和3年9月22日付け一般貨物自動車運送事業の全部停止及び輸送施設
の使用停止並びに付帯命令書により、自動車検査証の返納及び自動車
登録番号標の領置を受けるよう命じたにもかかわらず、その執行日
（同年10月6日）において保有車両全10両のうち5両の自動車登録番号
標の領置に応じなかったことを端緒として、令和3年10月7日、監査を
実施。1件の違反が認められた。（１）自動車登録番号標領置命令違反
（貨物自動車運送事業法第34条第1項）

53 -

貨物 2022 2 1
有限会社福松運輸(法人
番号1240002042651）
代表者井上健次

広島県福山市南松永町3
丁目5-53

本社営業所
広島県福山市南
松永町3-5-53

輸送施設の使用停止
（30日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和3年1月18日及び同年3月8日、重大事故を端緒として監査を実施。8
件の違反が認められた。(1)点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下「安全規則」）第7条第1項、第2項及び第3項）、
(2)点呼の記録事項義務違反（安全規則第7条第5項）、(3)乗務等の記録
事項義務違反（安全規則第8条第1項）、(4)運転者台帳の記載事項義務
違反（安全規則第9条の5第1項）、(5)運転者に対する指導監督義務違
反（安全規則第10条第1項）、(6)運転者に対する指導監督の記録義務
違反（安全規則第10条第1項）、(7)特定の運転者に対する特別な指導
義務違反（安全規則第10条第2項）、(8)特定の運転者に対する適性診
断受診義務違反（安全規則第10条第2項）

3 3



貨物 2022 2 1

四国三共運送株式会社
（法人番号
3470001008042）代表
者木村智子

香川県善通寺市中村町
505-8

本社営業所
香川県善通寺市
中村町505-8

輸送の安全確保命
令、輸送施設の使用
停止（80日車）、文
書警告

貨物自動車運送事業
法第9条第1項、第
17条第1項第1号、
第4項

令和3年11月5日、死亡事故を端緒として監査を実施したところ、6件の
違反が確認された。(1)自動車車庫の位置及び収容能力に係る事業計画
変更認可を受けていなかったこと(貨物自動車運送事業法施行規則第2
条第1項第4号）、(2)運転者の健康状態の把握が確実になされていな
かったこと（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）
第3条第6項）、(3)運転者に対する点呼が確実になされていなかったこ
と（安全規則第7条第1項、第2項、第3項）、(4)運転者に対する点呼の
実施結果の記録内容が不適切であったこと（安全規則第7条第5項）、
(5)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する
指導監督が不適切であったこと（安全規則第10条第1項）、(6)事業用
自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督
の記録に不実記載を行っていたこと（安全規則第10条第1項）

8 8

貨物 2022 2 1
有幸運輸株式会社（法人
番号8290801013338）
代表者井上幸治

福岡県中間市岩瀬西町
38-17

熊本営業所
熊本県熊本市東
区小山3丁目6-5

輸送施設の使用停止
（10日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第1項第2号、
法第17条第4項、法
第18条第3項、道路
運送車両法第52条

令和3年10月21日、監査実施。6件の違反が認められた。(1)休憩睡眠施
設の管理保守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下｢安全規
則｣）第3条第3項)、(2)乗務時間等の基準の遵守違反(安全規則第3条第4
項)、(3)整備管理者の選任(変更)未届出違反(安全規則第3条の2､道路運
送車両法第52条)、(4)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、
(5)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(6)運行
管理者の選任(解任)未届出違反(安全規則第19条)

1 1

貸切バス 2022 2 1

有限会社エム運輸サービ
ス(法人番号
1160002008974) 代表
者前川弘樹

滋賀県愛知郡愛荘町目
加田2057番地

本社
滋賀県愛知郡愛
荘町目加田2360
番地

文書警告(処分日車数
10日車のため、一般
貸切旅客自動車運送
事業者に対する行政
処分等の基準3．(6)
による)

道路運送法第27条第
3項

令和3年12月2日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。乗務等の記録義務違反【記録事項の不備】(旅客自動車
運送事業運輸規則第25条第1項、第2項、第4項)

1 1

貨物 2022 2 2

スターライン株式会社
（法人番号
6180301020962) 代表
者工藤政義

愛知県豊田市浄水町伊
保原611-1

岐阜営業所
岐阜県安八郡輪
之内町福束新田
西沖765-1

輸送施設の使用停止
(30日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和3年10月7日､監査方針に基づき､監査を実施｡4件の違反が認められ
た｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第4項)､(2)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第7条第5項)､(3)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第8条)､(4)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第9条)

3 3

貨物 2022 2 2
株式会社駒来商事（法人
番号6180001078095)
代表者酒井修

愛知県小牧市新小木二
丁目27番地

本社営業所
愛知県小牧市新
小木二丁目27番
地

輸送施設の使用停止
(40日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和3年7月27日､死亡事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡6件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)点呼の実施義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)､(3)点呼
の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(4)
運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3
第1項)､(5)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第1項)､(6)特定の運転者に対する運転適性診断未受診
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)

4 4

貨物 2022 2 2
株式会社岩田商事（法人
番号5180001129741)
代表者岩田弘幸

愛知県知多郡東浦町大
字石浜字南ヶ丘11番地
の2

本社営業所
愛知県大府市共
栄町4丁目215番
地1号

輸送施設の使用停止
(160日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第2号

令和3年8月4日､監査方針に基づき､監査を実施｡10件の違反が認められ
た｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第
1項第2号)､(2)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則
第2条第1項第4号)､(3)運転者の1箇月の休日労働の限度違反(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(4)健康診断未受診(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第3条第6項)､(5)整備管理者の研修受講義務違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条の4)､(6)点呼の実施義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(7)乗務等の記録記載
事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(8)運行記録計によ
る記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(9)運転者に
対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1
項)､(10)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第2項)

16 16

貨物 2022 2 2

株式会社ネクスプレス
（法人番号
7180001131951) 代表
者川瀬信太郎

愛知県清須市西枇杷島
町古城二丁目16番地5

本社営業所
愛知県清須市西
枇杷島町古城二
丁目16番地5

輸送施設の使用停止
(50日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和3年8月26日､労働局からの通報を端緒として､監査を実施｡5件の違
反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第3条第4項)､(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)､(3)点呼の記録記載
事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(4)運行記録計
による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(5)運行
指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1
項)

5 5

貨物 2022 2 2

岐阜交通東部株式会社
（法人番号
9200002001439) 代表
者石井靖治

岐阜県岐阜市東鶉3丁目
17番1号

本社営業所
岐阜県岐阜市東
鶉3丁目17-1

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第5
項

令和4年1月27日、監査方針に基づき、監査を実施。1件の違反が認めら
れた。(1)健康診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第5項)

0 0

貨物 2022 2 2
鶴海運輸株式会社（法人
番号2320001001797）
代表者藤澤崇資

大分県大分市大字大在2 本社営業所
大分県大分市大
字大在2番地の15

文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）11
条、法第17条第1項
第1号、法第17条第
4項、法第18条第3
項、法60条第1項

令和3年12月1日、監査実施。7件の違反が認められた。(1)運賃及び料
金、運送約款等の掲示違反(貨物自動車運送事業法（以下｢法｣）第11
条)、(2)報告義務違反(法第60条第1項)、(3)、(4)運行管理者の選任(解
任)未届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第
19条)、(5)運行管理規程の制定違反(安全規則第21条)、(6)点呼の記録
義務違反(安全規則第7条第5項)、(7)乗務時間等の基準の遵守違反(安全
規則第3条第4項)

0 0

貨物 2022 2 2
有限会社手水産業(法人
番号9360002019614)代
表者国場良計

沖縄県名護市許田1064-
10

本社営業所
沖縄県名護市許
田1064-10

輸送施設の使用停止
（70日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第2
号

令和3年2月26日及び同年11月25日、酒気帯び運転を端緒に監査実施。
6件の違反が認められた。(1)事業用自動車の安全性の確保義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条の2）、(2)
点呼の未実施(安全規則第7条第1項～第3項)、(3)点呼の記録の一部不実
記載（安全規則第7条第5項）、(4)乗務等の記録について記載事項等の
不備（安全規則第8条）、(5)運行記録針の一部未記録（安全規則第9
条）、(6)運転者台帳の記載事項の不備（安全規則第9条の5第1項）

7 7

タクシー 2022 2 2

産業タクシー株式会社
（法人番号
4290801011378）代表
者藤野秀之

福岡県中間市長津3丁目
21番13号

本社営業所
福岡県中間市長
津3丁目21番13号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年1月24日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対
する指導監督違反（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

貸切バス 2022 2 2

小豆島交通株式会社（法
人番号
1470001012161）代表
者中村彰紀

香川県小豆郡土庄町甲
5873-10

本社営業所
香川県小豆郡土
庄町甲5873-10

輸送施設の使用停止
（60日車）、文書警
告

道路運送法第27条第
3項

令和3年11月12日及び同年同月29日、旅客自動車運送事業に関する監査
方針に基づき監査を実施したところ、4件の違反が確認された。(1)運転
者に対する点呼が確実になされていなかったこと（旅客自動車運送事
業運輸規則（以下「運輸規則」）第24条第1項、第2項、第3項）、(2)
アルコール検知器を常時有効に保持していなかったこと（運輸規則第
24条第4項）、(3)運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切
であったこと（運輸規則第24条第5項）、(4)運行管理者の補助者の選
任を届出していなかったこと（運輸規則第68条）

6 6



貸切バス 2022 2 2

有限会社久米島交通（法
人番号
8360002010160） 代表
者安村達弘

沖縄県島尻郡久米島町
謝名堂109番地1号

本社営業所
沖縄県島尻郡久
米島町謝名堂109
番地1号

輸送施設の停止（290
日車）

道路運送法（以下
「法」）第27条第3
項

令和3年11月10日、適正化実施機関からの情報提供を端緒に監査を実
施。10件の違反が認められた。(1)運送引受書の未交付（法第27条第3
項）、(2)輸送の安全及び旅客の利便を確保するための遵守事項違反(旅
客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第21条第5項)、(3)点
呼の一部未実施（運輸規則第24条第1項、第2項）、(4)乗務員台帳の一
部未作成（運輸規則第37条第1項）、(5)乗務員台帳の記載事項の不備
（運輸規則第37条第1項）、(6)「旅客自動車運送事業者が事業用自動
車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する
指導監督義務違反（運輸規則第38条第1項）、(7)運転者に対する指導
監督告示による運転者に対する特別な指導義務違反（運輸規則第38条
第2項）、(8)運転者に対する指導監督告示による運転者に対する適性診
断受診義務違反（運輸規則第38条第2項）、(9)整備管理者の研修受講
義務違反（運輸規則第46条）、(10)運行管理者の講習（一般講習）受
講義務違反（運輸規則48条の4第1項）

29 29

貨物 2022 2 3

株式会社スグル貨物運輸
（法人番号
3080001011969) 代表
者望月盛一

静岡県静岡市清水区由
比入山276-1

本社営業所
静岡県静岡市清
水区由比入山
276-1

輸送施設の使用停止
(60日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和3年10月4日､重傷事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡10件の違反が認められた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運
送事業法施行規則第2条第1項第4号)､(2)乗務時間等基準告示の遵守違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(3)点呼の実施義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(4)点呼の記
録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)乗務
等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(6)事
故の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の2)､(7)
運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
10条第1項)､(8)運転者に対する指導監督記録義務違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第10条第1項)､(9)特定の運転者に対する指導義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(10)特定の運転者に対
する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項)

6 6

貨物 2022 2 3
有限会社森口商店（法人
番号7150002007781）
代表者森口誠

奈良県橿原市中曽司町
218-2

本社
奈良県橿原市中
曽司町218-2

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和3年10月7日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。3件の違反
が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の
勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）疾病、疲労等
のおそれのある乗務（安全規則第3条第6項）、（3）点呼の実施違反
【未実施】（安全規則第7条第1項～第3項）

2 2

貨物 2022 2 3
長洲通商株式会社（法人
番号3140001083465）
代表者谷篤

兵庫県伊丹市森本5丁目
105番地

本社
兵庫県伊丹市森
本5丁目105番地

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第4
号

令和3年10月5日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。1件
の違反が認められた。（1）点呼の実施違反【未実施】（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第7条第1項～第3項）

2 2

貨物 2022 2 3
有限会社松尾運送（法人
番号7340002014180）
代表者松尾透

鹿児島県霧島市国分広
瀬4-23-7

本社営業所
鹿児島県霧島市
国分広瀬4-23-7

輸送施設の使用停止
（20日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第4項

令和3年8月5日､監査実施。9件の違反が認められた。(1)乗務時間等の
基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）
第3条第4項)、(2)乗務時間等の基準なお書き違反(安全規則第3条第4
項)､(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(4)点呼の記録事項義務違
反(安全規則第7条第5項)、(5)運行指示書に係る（作成、指示、携行）
義務違反(安全規則第9条の3)、(6)運行指示書の記載事項義務違反(安全
規則第9条の3)、(7)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5
第1項)、(8)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(9)
特定運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)

2 2

タクシー 2022 2 3

合同タクシー株式会社
(法人番号
8240001025840） 代
表者大星修也

広島県呉市築地町4番32
号

呉営業所
広島県呉市築地
町4-32

輸送施設の使用停止
（20日車）

道路運送法第9条の3
第1項

令和3年10月21日、情報提供を端緒として監査を実施。1件の違反が認
められた。運賃料金変更認可違反（道路運送法第9条の3第1項）

9 2

タクシー 2022 2 3 田口博文 佐賀県杵島郡江北町 本店営業所
佐賀県杵島郡江
北町

輸送施設の使用停止
（25日車）、文書警
告

道路運送法（以下
「法」）第27条第3
項、法第29条の3、
道路運送車両法第48
条

令和3年12月8日､監査実施。9件の違反が認められた。(1)点呼の実施義
務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下｢運輸規則｣）第24条）、
(2)運転者に対する指導監督違反（運輸規則第38条第1項）、(3)運転者
に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反（運輸規則第38
条第1項）､(4)運転者に対する指導監督の記載事項義務違反（運輸規則
第38条第1項）、(5)特定運転者に対する特別な指導監督違反（運輸規
則第38条第2項）、(6)特定運転者に対する適性診断受診義務違反（運
輸規則第38条第2項）、(7)全従業員に対する指導監督違反(運輸規則第
38条第5項)、(8)定期点検整備の実施違反（運輸規則第45条、道路運送
車両法第48条）、(9)輸送の安全に関わる情報の公表違反(道路運送法第
29条の3)

3 3

貸切バス 2022 2 3

株式会社吉野自動車（法
人番号
8260001020872） 代
表者中尾正明

岡山県美作市五名77番
地

本社
岡山県美作市五
名77番地

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年1月20日、継続監視の監査対象であることを端緒として監査を
実施。1件の違反が認められた。乗務員台帳の記載事項義務違反（旅客
自動車運送事業運輸規則第37条第1項）

0 0

貨物 2022 2 4
株式会社イワサ物流（法
人番号6200002006853)
代表者長屋聡

岐阜県安八郡安八町森
部1774番地1

本社営業所
岐阜県安八郡安
八町森部字南沼
1774番地1

輸送施設の使用停止
(20日車)

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和3年10月8日､監査方針に基づき､監査を実施｡1件の違反が認められ
た｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第4項)

2 2

貨物 2022 2 4

株式会社アンサートラン
スポート（法人番号
9200001027419) 代表
者山田真二

岐阜県各務原市鵜沼各
務原町9丁目175番

岐阜営業所
岐阜県各務原市
鵜沼各務原町9丁
目175番

輸送施設の使用停止
(80日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和3年10月1日､監査方針に基づき､監査を実施｡11件の違反が認められ
た｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第4項)､(2)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
3条第6項)､(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
7条第1項及び第2項並びに第3項)､(4)点呼の記録義務違反(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)点呼の記録記載事項不備(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(6)乗務等の記録義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第8条)､(7)乗務等の記録記載事項不備(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(8)運行記録計による記録義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(9)運行指示書の作成義務違
反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)､(10)運転者台帳の
記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(11)
一般講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)

8 8

貨物 2022 2 4

有限会社青山商店荷役
（法人番号
7190002001764) 代表
者青山好一

三重県津市庄田町字大
部1915番地

岐阜営業所
岐阜県安八郡安
八町東結1384

輸送施設の使用停止
(120日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第6条第1
項第1号

令和3年8月3日及び令和3年8月5日､監査方針に基づき､監査を実施｡8件
の違反が認められた｡(1)配置車両数違反(貨物自動車運送事業法施行規
則第6条第1項第1号)､(2)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第3条第4項)､(3)健康診断未受診(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第3条第6項)､(4)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(5)点呼の記録不実記載(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(6)運転者台帳の作成義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(7)特定の運転者に
対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第
2項)､(8)運行管理者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第22条)

23 12



貨物 2022 2 4
株式会社山一物流（法人
番号4170001008006）
代表者栗山一之

和歌山県紀の川市桃山
町大字市場424番地の1

大阪
大阪府東大阪市
川田4丁目7番6号

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和3年8月26日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。3件の違
反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者
の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）乗務等の記
録違反【記載事項等の不備】（安全規則第8条）、（3）「貨物自動車
運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指
針」による運転者に対する指導及び監督違反【一部不適切】（安全規
則第10条第1項）

1 1

貨物 2022 2 7

港エキスプレス株式会社
（法人番号
8120001103815）代表
者永野博昭

大阪府大阪市生野区巽
南1丁目14番9号

本社
大阪府大阪市生
野区巽南1-14-9

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和3年10月8日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。6件の違
反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者
の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則（以下「安全規則」)第3条第4項）、（2）疾病、疲労
等のおそれのある乗務（安全規則第3条第6項）、（3）点呼の実施違反
【不適切】（安全規則第7条第1項～第3項）、（4）点呼の記録違反
【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、（5）「貨物自動車運
送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」
（以下「指導監督告示」）による運転者に対する指導及び監督違反
【一部不適切】（安全規則第10条第1項）、（6）指導監督告示による
運転者に対する特別な指導及び運転適性診断受診義務違反【運転適性
診断の受診状況】（安全規則第10条第2項）

1 1

貨物 2022 2 8
株式会社橋口興業（法人
番号7230001015216）
代表者橋口秀一

富山県高岡市二塚708番
地

本社営業所
富山県高岡市二
塚708番地

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項及び同条
第4項

令和3年10月22日、監査実施。3件の違反が認められた。（1）定期点検
整備記録簿の保存義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下
「安全規則」）第3条の2、道路運送車両法第49条）（2）運転者台帳の
作成義務違反（安全規則第9条の5第1項）（3）運転者台帳の記載不備
（安全規則第9条の5第1項）

1 1

貨物 2022 2 8
株式会社義建（法人番号
1011701010079）代表
者新岡幸紀

東京都江戸川区春江町
２－１２－６

本社
東京都江戸川区
春江町２－１２
－６

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

公安委員会からの通知を端緒として、令和3年11月26日、監査を実施。
1件の違反が認められた。（１）過積載運送（貨物自動車運送事業法第
17条第3項）

3 3

貨物 2022 2 8

株式会社ハイライナー
（法人番号
9013101007136）代表
者原田千明

東京都青梅市新町６－
１３－１８

本社
東京都青梅市新
町６－１３－１
８

輸送施設の使用停止
（50日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

公安委員会からの通知を端緒として、令和3年12月10日、監査を実施。
1件の違反が認められた。（１）過積載運送（貨物自動車運送事業法第
17条第3項）

5 5

貨物 2022 2 8
朝日運輸有限会社（法人
番号6013102007022）
代表者柴田安實

東京都西多摩郡奥多摩
町小丹波５５５

本社
東京都西多摩郡
奥多摩町小丹波
５５６－１

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

公安委員会からの通知を端緒として、令和3年12月1日、監査を実施。1
件の違反が認められた。（１）過積載運送（貨物自動車運送事業法第
17条第3項）

3 3

貨物 2022 2 8

株式会社ダイイチロジス
ティクス（法人番号
3011701004608）代表
者荒木広行

東京都江戸川区二之江
町１３８４－１３

本社
東京都江戸川区
二之江町１３８
４－１３

輸送施設の使用停止
（210日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

公安委員会からの通知を端緒として、令和3年12月23日、監査を実施。
1件の違反が認められた。（１）過積載運送（貨物自動車運送事業法第
17条第3項）

21 21

貨物 2022 2 8

鈴鹿自動車工業株式会社
（法人番号
1190001005111) 代表
者金子隆一

三重県鈴鹿市寺家町
1570番地

本社営業所
三重県鈴鹿市寺
家町1570番地2

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条
の5第1項

令和3年12月14日､監査方針に基づき､監査を実施｡2件の違反が認められ
た｡(1)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第9条の5第1項)､(2)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第10条第1項)

0 0

タクシー 2022 2 8
富士見交通株式会社 代
表者 宇佐美 雅彦

神奈川県横浜市磯子区
森３－１－１８

本社営業所
神奈川県横浜市
磯子区森３－１
－１８

輸送施設の使用停止
（130日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第２５条

令和3年7月9日、法令違反の疑いがあることを端緒として監査を実施。
5件の違反が認められた。(1)乗務記録の記録事項の不備(旅客自動車運
送事業運輸規則(以下､運輸規則)第25条)､(2)乗務記録の不実記載(運輸
規則第25条)､(3)運行記録計による記録義務違反(運輸規則第26条第2
項)､(4)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(5)運
賃届出､運賃変更届出違反(ﾀｸｼｰ適正化･活性化法第16条の4第1項)

13 13

タクシー 2022 2 8
株式会社泉自動車交通
代表者 石川 隆久

東京都練馬区北町２－
３１－２２

本社営業所
東京都練馬区北
町２－３１－２
２

輸送施設の使用停止
（20日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第３８条第
２項

令和3年4月22日及び同年7月2日、救護義務違反があった旨公安委員会
からの通知を端緒として監査を実施。5件の違反が認められた。(1)運転
者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸
規則)第38条第1項)､(2)高齢運転者に対する告示で定める特別な指導義
務違反(運輸規則第38条第2項)､(3)高齢運転者に対する適性診断受診義
務違反(運輸規則第38条第2項)､(4)定期点検整備の未実施(道路運送車両
法第48条)､(5)運転者証の返納等義務違反(ﾀｸｼｰ業務適正化特別措置法第
16条第1項)

2 2

タクシー 2022 2 8

栄和タクシー有限会社
(法人番号
8140002047670) 代表
者糠谷征史

兵庫県姫路市網干区浜
田106番地6号

本店
兵庫県姫路市網
干区浜田字東森
ノ木106番地6号

輸送施設の使用停止
(245日車)

道路運送法(以下｢
法｣)第27条第3項

令和3年3月8日及び同年3月18日、法令違反の疑いを端緒として監査を
実施。11件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(法第15
条第1項)、(2)疾病、疲労等のおそれのある乗務(旅客自動車運送事業運
輸規則(以下｢運輸規則｣)第21条第5項)、(3)点呼の実施義務違反【未実
施】(運輸規則第24条第1項、第2項)、(4)点呼の記録義務違反【記録】
(運輸規則第24条第5項)、(5)点呼の記録義務違反【記録の改ざん･不実
記載】(運輸規則第24条第5項)、(6)乗務等の記録義務違反【記録事項の
不備】(運輸規則第25条第3項、第4項)、(7)乗務等の記録義務違反【記
録の改ざん･不実記載】(運輸規則第25条第3項、第4項)、(8)｢旅客自動
車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指
針｣(以下｢運転者に対する指導監督告示｣)による運転者に対する指導監
督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(9)運転者に対する指導監督告示に
よる運転者に対する特別な指導及び適性診断受診義務違反【適性診断
の受診状況】(運輸規則第38条第2項)、(10)点検整備関係義務違反【定
期点整備等の未実施(道路運送車両法第48条)】(運輸規則第45条)、(11)
運行管理者の指導監督義務違反(指導監督不適切)(運輸規則第48条の3)

25 25

貸切バス 2022 2 8
有限会社てるみや（法人
番号6180002087426)
代表者榮まこと

愛知県知多郡南知多町
大字内海字東浜田16番
地6

てるみや営
業所

愛知県知多郡南
知多町大字内海
字東浜田16番地6

文書警告(処分日車数
20日車のため､一般貸
切旅客自動車運送事
業者に対する行政処
分等の基準3.(6)によ
る)

旅客自動車運送事業
運輸規則第46条

令和3年11月4日、監査方針に基づき、監査を実施。2件の違反が認めら
れた。(1)整備管理者の研修受講義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則
第46条)､(2)一般講習受講義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第48条
の4第1項)

8 2

貨物 2022 2 9
司企業株式会社（法人番
号3180301018687）
代表者庄司只功

愛知県豊田市本町中根
98番地

秋田営業所
秋田県秋田市寺
内字大小路207-
67

輸送施設の使用停止
（30日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第4項

令和3年1月6日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、3件の違
反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第3条第4項）、（2）点呼の実施
義務違反（安全規則第7条第1項、第2項、第3項）、（3）運転者に対す
る指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）

3 3



貨物 2022 2 9
株式会社大和通商（法人
番号3180001074403)
代表者渡邊幸男

愛知県小牧市大字南外
山117番地

北名古屋営
業所

愛知県小牧市下
小針中島三丁目
155番地

輸送施設の使用停止
(90日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和3年7月1日及び令和3年8月5日､公安委員会からの通知を端緒とし
て､監査を実施｡9件の違反が認められた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨
物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)､(2)乗務時間等基準告示
の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(3)整備管理
者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4)､(4)
点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び
第2項並びに第3項)､(5)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第7条第5項)､(6)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条第5項)､(7)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第8条)､(8)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(9)特定の運転者に対する指導
義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)

9 9

貨物 2022 2 9

有限会社エムアイ通商
（法人番号
5290802011054）代表
者稲富貢

福岡県北九州市若松区
響町1丁目69番地

本社営業所
福岡県北九州市
若松区響町1丁目
69番地

輸送施設の使用停止
（30日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第2号、法第
17条第4項、道路運
送車両法49条

令和3年7月13日、監査実施。9件の違反が認められた。(1)定期点検整
備記録簿の記載違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下｢安全規
則｣）第3条の2)、(2)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(3)点呼の
記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(4)乗務等の記録事項義務違
反(安全規則第8条)、(5)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9
条)、(6)運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(7)運転
者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(8)運転者に対す
る指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(9)運転者に対する指導監督の
記録又は指導監督の記録保存違反(安全規則第10条第1項)

3 3

貨物 2022 2 9

株式会社マツカワ物流
（法人番号
5330001011784）代表
者松川重光

熊本県玉名郡和水町内
田1083-1

佐賀営業所
佐賀県三養基郡
みやき町大字江
口8100

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和4年1月26日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対
する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)

0 0

タクシー 2022 2 9

有限会社京都雅タクシー
(法人番号
6130002024144) 代表
者奥村仁三和

京都府京都市右京区梅
津堤下町64番地1

本社
京都府京都市右
京区梅津堤下町
64-1

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和3年10月6日、長期未実施を端緒として監査を実施。2件の違反が認
められた。(1)乗務等の記録義務違反【記録事項の不備】(旅客自動車運
送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第25条第3項、第4項)、(2)乗務員台帳
の作成、備付け義務違反【記載事項等の不備】(運輸規則第37条第1項)

0 0

タクシー 2022 2 9
有限会社湖西交通(法人
番号3160002004550 )
代表者山口大介

滋賀県大津市坂本7丁目
33番6号

本社営業所
滋賀県大津市坂
本7丁目33番6号

輸送施設の使用停止
(20日車)

道路運送法第27条第
3項

令和3年7月1日、長期未実施を端緒として監査を実施。4件の違反が認
められた。(1)｢旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項の規定に基づ
き、事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準｣の遵守
違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第21条第1項)、(2)
疾病、疲労等のおそれのある乗務(運輸規則第21条第5項)、(3)乗務員台
帳の作成、備付け義務違反【記載事項等の不備】(運輸規則第37条第1
項)、(4)｢旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う
指導及び監督の指針｣による運転者に対する特別な指導及び適性診断受
診義務違反【適性診断の受診状況】(運輸規則第38条第2項)

2 2

タクシー 2022 2 9
南國交通有限会社（法人
番号2290802004556）
代表者藤野秀之

福岡県北九州市小倉北
区三萩野2丁目3-3

本社営業所
福岡県北九州市
小倉北区三萩野2
丁目3-3

輸送施設の使用停止
（30日車）、文書警
告

道路運送法第27条第
3項

令和3年10月22日、監査実施。8件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下｢運輸規則｣）
第21条第1項）、(2)疾病、疲労等のおそれのある乗務（運輸規則第21
条第5項）、(3)点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条第5項）、(4)
乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条第1項）、(5)運転者
に対する指導監督違反（運輸規則第38条第1項）、(6)運転者に対する
指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反（運輸規則第38条第1
項）、(7)特定運転者に対する特別な指導監督違反（運輸規則第38条第
2項）、(8)特定運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第38
条第2項）

3 3

タクシー 2022 2 10
株式会社沖東交通(法人
番号6360001007044 )代
表者東江一成

沖縄県中頭郡西原町字
小橋川90番地1号

伊祖営業所
沖縄県浦添市当
山1丁目11番15号

輸送施設の使用停止
(130日車）

道路運送法第27条第
3項

令和3年11月18日、法令違反の疑いがある旨の情報を端緒に監査実施。
4件の違反が認められた。(1)点呼の一部未実施（旅客自動車運送事業運
輸規則（以下「運輸規則」）第24条第1項、第2項）、(2)点呼の記録の
一部不実記載(運輸規則第24条第5項)、(3)乗務等の記録の一部不実記載
（運輸規則第25条第3項、第4項）、(4)日常点検の未実施（道路運送車
両法第47条の2）

23 13

貸切バス 2022 2 10

株式会社恋路観光バス
（法人番号
1220002015808） 代
表者井口信二

石川県鳳珠郡能登町松
波30字101番地1号

穴水営業所
石川県鳳珠郡穴
水町字鵜島ハ14
番地3

文書警告（処分日車
数40日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

道路運送法第27条第
3項

令和3年10月29日、監査実施。1件の違反が認められた。（1）特定の運
転者に対する指導監督違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運
輸規則」）第38条第2項）

4 4

貨物 2022 2 14
旭商事株式会社（法人番
号4090001015324）代
表者鄧平

山梨県韮崎市旭町上條
北割１８８３－３

本社

山梨県南アルプ
ス市六科１５２
７－４（旧：山
梨県韮崎市旭町
上條北割１８８
３－３）

事業停止（3日間）、
輸送施設の使用停止
（265日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条

法令違反の疑いがあることを端緒として、令和3年2月18日、監査を実
施。5件の違反が認められた。（１）点呼の実施義務違反等（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条）、（２）点呼の記録の不実記載（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）、（３）乗務等の記録の不
実記載（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（４）運行
記録計による記録の不実記録（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9
条）、（５）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第1項）

42 28

貨物 2022 2 14
株式会社大慶運輸（法人
番号3200001016534)
代表者石川雄二

岐阜県大垣市青木町
129-2

関ヶ原営業
所

岐阜県不破郡関ｹ
原町大字山中字
登里614-4

輸送施設の使用停止
(40日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和3年10月5日､監査方針に基づき､監査を実施｡6件の違反が認められ
た｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第4項)､(2)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
3条第6項)､(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
7条第1項及び第2項)､(4)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第7条第5項)､(5)運転者台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第9条の5第1項)､(6)運転者台帳の記載事項等不備(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)

4 4

貨物 2022 2 14
有限会社憲東運輸（法人
番号5080102010109)
代表者野村菊男

静岡県田方郡函南町塚
本186-1

本社営業所
静岡県三島市谷
田字阿部野1865

輸送施設の使用停止
(130日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

令和3年8月6日及び令和3年8月19日､関係機関からの情報を端緒として､
監査を実施｡9件の違反が認められた｡(1)健康診断未受診(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第3条第6項)､(2)定期点検未実施(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第3条の2)､(3)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第5項)､(4)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第8条)､(5)運行記録計による記録義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第9条)､(6)運転者台帳の記載事項等不備(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(7)特定の運転者に対す
る指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(8)特
定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第2項)､(9)事業報告書及び事業実績報告書未提出(貨物自動
車運送事業法第60条第1項)

13 13



貨物 2022 2 14
株式会社三裕（法人番号
2180002080665) 代表
者吉川裕晃

愛知県稲沢市祖父江町
山崎鶴塚284

本社営業所
愛知県稲沢市祖
父江町山崎杁ﾉ戸
138-7

輸送施設の使用停止
(30日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第5号

令和3年10月5日､関係機関からの情報を端緒として､監査を実施｡6件の
違反が認められた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法
施行規則第2条第1項第5号)､(2)事業計画事後届出違反(貨物自動車運送
事業法施行規則第7条第1項第3号)､(3)整備管理者の研修受講義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4)､(4)点呼の実施義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(5)乗務等の
記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(6)事業報
告書及び事業実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項)

3 3

貨物 2022 2 14

株式会社キャリーライフ
サポート（法人番号
1180001123228) 代表
者熊谷譲

愛知県西春日井郡豊山
町大字豊場字野田150番
地

本社営業所
愛知県西春日井
郡豊山町大字豊
場字野田150番地

輸送施設の使用停止
(40日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和3年8月24日及び令和3年10月1日､監査方針に基づき､監査を実施｡4
件の違反が認められた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事
業法施行規則第2条第1項第4号)､(2)定期点検未実施(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第3条の2)､(3)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(4)自動車事故報告書未届出
(貨物自動車運送事業法第24条)

4 4

貨物 2022 2 14

株式会社サカイ引越セン
ター（法人番号
6120101002720）代表
者田島哲康

大阪府堺市堺区石津北
町56

なにわ支社
大阪府堺市堺区
海山町4丁171-1

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(駐
停車違反)が過去1年以内に3件に達した。（1）運転者の指導監督義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2022 2 14

ヴァンライナーサービス
株式会社（法人番号
9350001005954）代表
者石塚貴文

宮崎県日向市大字細島
字地蔵町667-175

宮崎営業所
宮崎県宮崎市日
の出町148-1

輸送施設の使用停止
（20日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第1項第2号、
法第17条第4項

令和3年12月7日、監査実施。8件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下｢安全規
則｣）第3条第4項)、(2)整備管理者の研修受講義務違反(安全規則第3条
の4)、(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(4)点呼の記録義務違
反(安全規則第7条第5項)、(5)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条
第5項)、(6)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(7)運行記録
計による記録義務違反(安全規則第9条)、(8)運行指示書に係る（作成、
指示、携行）義務違反(安全規則第9条の3)

2 2

タクシー 2022 2 14

有限会社光タクシー（法
人番号
7500002016994）代表
者八田祐樹郎

愛媛県新居浜市喜光地
町2-2-22

本社営業所
愛媛県新居浜市
喜光地町2-2-22

輸送施設の使用停止
（10日車）、文書警
告

道路運送法第27条第
3項

令和3年10月13日及び同年同月26日、労働局と合同で監査を実施したと
ころ、7件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が不
適切であり、所定の拘束時間の限度を超えて乗務していた者があった
こと（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第21条第1
項）、(2)運転者に対する点呼が確実になされていなかったこと（運輸
規則第24条第1項、第2項）、(3)運転者に対する点呼の実施結果の記録
内容が不適切であったこと（運輸規則第24条第5項）、(4)運転者の乗
務について定められた事項の記録が不適切であったこと（運輸規則第
25条第3項、第4項）、(5)事業用自動車の運行の安全を確保するために
必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと（運輸規則第38
条第1項）、(6)高齢運転者に対して事業用自動車の運行の安全を確保す
るために遵守すべき事項についての特別な指導が不適切だったこと
（運輸規則第38条第2項）、(7)新たに雇い入れした運転者及び高齢運
転者に対して法令で定められた適性診断を受診させていなかったこと
（運輸規則第38条第2項）

1 1

貨物 2022 2 15
株式会社ＯＤＡ（法人番
号2122001012893）代
表者永野茂

大阪府寝屋川市河北中
町３７－２

埼玉
埼玉県川口市石
神４７４－５

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

労働局からの通報及び法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、
令和3年6月29日及び同年7月6日、監査を実施。6件の違反が認められ
た。（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条第4項）、（２）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第7条）、（３）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第8条第1項）、（４）運行記録計による記録義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（５）運転者に対す
る指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、
（６）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3
条の2）

4 4

貨物 2022 2 15
有限会社建配（法人番号
5010502021942）代表
者半田孝信

東京都台東区清川１－
３４－２

本社
東京都台東区清
川１－３４－２
（１階）

輸送施設の使用停止
（200日車）、輸送の
安全確保命令

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の2

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和3年4月21日及び同
年6月23日、監査を実施。13件の違反が認められた。（１）疾病のおそ
れのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、
（２）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条）、（３）乗務等の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第8条第1項）、（４）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第8条第1項）、（５）運行記録計による記録義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（６）運転者に対する指
導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（７）
高齢運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第10条第2項）、（８）初任・高齢運転者に対する適性診断受診義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（９）定期点検
整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2）、（１
０）整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条の4）、（１１）運行管理補助者の要件違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第18条第3項）、（１２）事業計画の変更認可違反
（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、（１３）報告義務違反（貨物
自動車運送事業法第60条第1項）

20 20

貨物 2022 2 15
株式会社楓運輸(法人番
号5270001007335）
代表者中野敏宏

鳥取県鳥取市湖山町南
二丁目821番地1

本社営業所
鳥取県鳥取市賀
露町4011番地

輸送施設の使用停止
（40日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号及び同条第4項

令和3年5月20日及び同年11月18日、情報提供を端緒として監査を実
施。5件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、(2)乗務
時間等告示のなお書き遵守違反（安全規則第3条第4項）、(3)点呼の記
録事項義務違反（安全規則第7条第5項）、(4)乗務等の記録事項義務違
反（安全規則第8条第1項）、(5)運行記録計による記録義務違反（安全
規則第9条）

4 4

貨物 2022 2 15

有限会社福山鮮冷運輸
(法人番号
7240002046424） 代
表者三宅浩明

広島県福山市幕山台8丁
目18番10号

本社
広島県福山市幕
山台8丁目18番10
号

輸送施設の使用停止
（80日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
9条第1項、法第17
条第1項第1号及び同
条第4項

令和3年4月15日及び同年6月28日、死亡事故を端緒として監査を実施。
10件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反（車庫）（貨物
自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号）、(2)乗務時間等告示の
遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3
条第4項）、(3)疾病・疲労等のおそれのある乗務禁止違反（安全規則第
3条第6項）、(4)点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項、第2項及
び第3項）、(5)点呼の記録事項義務違反（安全規則第7条第5項）、(6)
運行指示書の作成義務違反（安全規則第9条の3第1項）、(7)運転者台
帳の記載事項義務違反（安全規則第9条の5第1項）、(8)運転者に対す
る指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）、(9)運転者に対する指
導監督の記録事項義務違反（安全規則第10条第1項）、(10)運行管理者
の講習受講義務違反（安全規則第23条第1項）

8 8

タクシー 2022 2 15
落合交通有限会社 代表
者 谷田川 正水

茨城県牛久市上柏田１
－２２－９

本社営業所
茨城県牛久市上
柏田１－２２－
９

輸送施設の使用停止
（82日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第２４条

令和3年5月26日、労働局からの通知を端緒として監査を実施。7件の違
反が認められた。(1)健康状態の把握義務違反(旅客自動車運送事業運輸
規則(以下､運輸規則)第21条第5項)､(2)点呼の実施等義務違反(運輸規則
第24条)､(3)乗務記録の記録事項の不備(運輸規則第25条第3項)､(4)運転
者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(5)高齢運転者に
対する告示で定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､(6)高
齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)､(7)運
賃届出､運賃変更届出違反(ﾀｸｼｰ適正化･活性化法第16条の4第1項)

9 9



タクシー 2022 2 15

三重名鉄タクシー株式会
社（法人番号
9190001010582) 代表
者水野潔

三重県松阪市末広町1丁
目240番地1

伊勢営業所
三重県伊勢市大
世古2丁目8番31
号

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和4年1月14日及び令和4年1月17日、監査方針に基づき、監査を実
施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅
客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

1 0

タクシー 2022 2 15

大阪山陽タクシー株式会
社(法人番号
7120001050926 ) 代表
者荒木素直

大阪府大阪市西淀川区
姫島2丁目15番28号

本社
大阪府大阪市西
淀川区姫島2丁目
15番28号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(放
置駐車違反)が過去一年以内に3件に達した。｢旅客自動車運送事業者が
事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針｣による運転者
に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

タクシー 2022 2 15

ナショナルタクシー株式
会社(法人番号
2120001015801) 代表
者金田隆司

大阪府大阪市城東区成
育2丁目8番3号

本社
大阪府大阪市城
東区成育2丁目8
番3号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(放
置駐車違反)が過去一年以内に3件に達した。｢旅客自動車運送事業者が
事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針｣による運転者
に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

乗合バス 2022 2 15

丸建つばさ交通株式会社
（法人番号：
3030001139063） 代
表者 齋藤 清和

埼玉県北足立郡伊奈町
大字小室6144-1

本社営業所
埼玉県北足立郡
伊奈町小室6144-
1

文書警告
道路運送法第12条第
2項

令和3年11月18日及び令和3年11月26日、事業譲渡を受けたことを端緒
に監査を実施。3件の違反が認められた。(1)運行系統､運行回数等の公
示義務違反(道路運送法第12条第2項)､(2)点呼の記録義務違反(旅客自動
車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第24条第5項)､(3)乗務等の記録の
記録事項不備(運輸規則第25条第1項)

0 0

貸切バス 2022 2 15

神田観光株式会社（法人
番号：
3050001020519） 代
表者 菅佐原 和樹

茨城県神栖市知手中央
3-10-25

本社営業所
茨城県神栖市知
手中央3-10-25

輸送施設の使用停止
（80日車）

道路運送法第9条の2
第1項

令和3年10月6日、定期的な監査を実施。2件の違反が認められた。(1)
運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2第1項)､(2)運転者に対
する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)

8 8

貨物 2022 2 16

有限会社山形栄進運輸
（法人番号
7390002003377） 代
表者齋藤榮助

山形県山形市桧町4丁目
12番5号

本社営業所
山形県山形市桧
町4丁目12番5号

文書警告
法第17条第1項1
号、法第17条第4項

令和3年11月10日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、6件の
違反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反（安全規則第3条
第4項）、（2）運転者台帳の作成義務違反（安全規則第9条の5第1
項）、（3）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1
項）、（4）運転者に対する指導監督の記録違反（安全規則第10条第1
項）、（5）高齢運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第
2項）、（6）高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第
10条第2項）

0 0

貨物 2022 2 16

コーエーライン株式会社
（法人番号
9180001003901) 代表
者茂村篤

愛知県名古屋市千種区
赤坂町5丁目21

多治見営業
所

岐阜県多治見市
富士見町3丁目1
番地の15

輸送施設の使用停止
(40日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和3年12月13日､監査方針に基づき､監査を実施｡6件の違反が認められ
た｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第4項)､(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条第1項及び第2項)､(3)点呼の実施不適切(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条第1項及び第2項)､(4)点呼の記録記載事項不備(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)運転者台帳の記載事項等不
備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(6)自動車に関す
る表示義務違反(道路運送法施行規則第65条)

4 4

貨物 2022 2 16

株式会社関西配送サービ
ス（法人番号
9120901032402）代表
者麥田幸雄

大阪府堺市中区堀上町
205番地17

本社
大阪府堺市中区
堀上町205番地17

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和3年7月8日及び同年9月13日、死亡事故を引き起こしたことを端緒
に監査を実施。7件の違反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業
の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」(以下
「乗務時間等告示」)の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則(以
下「安全規則」)第3条第4項）、（2）乗務時間等告示なお書きの遵守
違反（一運行の勤務時間）（安全規則第3条第4項）、（3）点呼の実施
違反【未実施】（安全規則第7条第1項～第3項）、（4）運行記録計に
よる記録違反【記録】（安全規則第9条）、（5）運行指示書【作成、
指示又は携行の義務違反】(安全規則第9条の3第1項～第3項)、（6）
「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及
び監督の指針」（以下「指導監督告示」）による運転者に対する指導
及び監督違反【一部不適切】（安全規則第10条第1項）、（7）指導監
督告示による運転者に対する特別な指導及び運転適性診断受診義務違
反【特別な指導の実施状況】（安全規則第10条第2項）

6 6

貨物 2022 2 16

株式会社福吉水産物流
（法人番号
1300001010553）代表
者馬場文三

佐賀県佐賀市鬼丸町4-
17

株式会社福
吉水産物流

佐賀県佐賀市大
和町久池井2539-
15

輸送施設の使用停止
（20日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第8
条第1項、法第17条
第1項第1号、法第
17条第4項、法第24
条の3、法第60条第
1項、道路運送法第
95条

令和3年11月5日、監査実施。10件の違反が認められた。(1)事業計画
(配置車両数)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法(以
下｢法｣)第8条第1項)、(2)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則(以下｢安全規則｣)第3条第4項）、(3)点呼の記録事項
義務違反(安全規則第7条第5項)、(4)乗務等の記録事項義務違反(安全規
則第8条)、(5)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(6)運
転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(7)運転者に対
する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(8)輸送の安全に関わる情報
の公表違反(安全規則第2条の8)、(9)報告義務違反(法第60条第1項)、
(10)自動車に関する表示義務違反（道路運送法第95条）

2 2

貨物 2022 2 16 吉田剛 宮崎県延岡市平原町 本店営業所
宮崎県延岡市平
原町

輸送施設の使用停止
（10日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）法第
17条第1項第2号、
法第17条第4項、法
60条第1項

令和3年11月18日、監査実施。7件の違反が認められた。(1)整備管理者
の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下｢安全規
則｣）第3条の4)、(2)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、
(3)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(4)運転者台帳の記載
事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(5)運転者に対する指導監督違
反(安全規則第10条第1項)、(6)運転者に対する指導監督の記録事項義務
違反(安全規則第10条第1項)、(7)報告義務違反(貨物自動車運送事業法
第60条第1項)

1 1

タクシー 2022 2 16

福岡タクシー株式会社
（法人番号
7400001007781） 代
表者漆田栄一

岩手県二戸市石切所字
杉ノ沢13番地1

本社営業所
岩手県二戸市石
切所字杉ノ沢13
番地1

輸送施設の使用停止
（160日車）及び文書
警告

道路運送法第27条第
3項

令和3年6月16日及び7月6日、監査方針を端緒として監査を実施した結
果、8件の違反が認められた｡（1）疾病･疲労等のおそれのある乗務
（旅客自動車運送事業運輸規則（以下｢運輸規則｣）第21条第5項）、
（2）点呼の実施義務違反（運輸規則第24条第2項）、（3）点呼の記録
義務違反【記載事項の不備】（運輸規則第24条第5項）、（4）点呼の
記録義務違反【不実記載】（運輸規則第24条第5項）、（5）乗務等の
記録義務違反【記載事項の不備】（運輸規則第25条）、（6）運転者に
対する指導監督義務違反（運輸規則第38条第1項）、（7）高齢運転者
に対する指導義務違反（運輸規則第38条第2項）、（8）高齢運転者に
対する適性診断受診義務違反（運輸規則第38条第2項）

16 16

タクシー 2022 2 16
日進交通株式会社(法人
番号9120001021231 )
代表者辻豊

大阪府大阪市平野区加
美鞍作2丁目3番2号

本社
大阪府大阪市平
野区加美鞍作2丁
目3番2号

輸送施設の使用停止
(30日車)

道路運送法第27条第
3項

令和3年7月28日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。5件の違反
が認められた。(1)乗務員台帳の作成、備付け義務違反【記載事項等の
不備】(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第37条第1項)、
(2)｢旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及
び監督の指針｣(以下｢運転者に対する指導監督告示｣)による運転者に対
する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(3)運転者に対する指導
監督告示による運転者に対する特別な指導及び適性診断受診義務違反
【適性診断の受診状況】(運輸規則第38条第2項)、(4)整備管理者の研修
受講義務違反(運輸規則第46条)、(5)運行管理者の講習(一般講習)受講
義務違反(運輸規則第48条の4第1項)

3 3

貨物 2022 2 17
有限会社北杜開発（法人
番号7400002004935）
代表者佐々木修

岩手県盛岡市上米内字
道ノ下53番地5

本社営業所
岩手県盛岡市上
米内字道ノ下53
番地5

文書警告 法第17条第4項
令和4年2月16日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、1件の違
反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第
10条第1項）

0 0



貨物 2022 2 17

センバシステム流通株式
会社（法人番号
4370601001001） 代
表者千葉吉行

宮城県塩竈市牛生町20
番20号

本社営業所
宮城県塩竈市芦
畔町156-1、156-
17

文書警告 法第17条第4項
令和4年1月18日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、1件の違
反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第
10条第1項）

0 0

貨物 2022 2 17 岡田 恭一
鳥取県鳥取市青谷町青
谷4474

本社営業所
鳥取県鳥取市青
谷町青谷4474

事業停止（30日
間）、輸送施設の使
用停止（40日車）及
び文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項第2号、
法第17条第4項及び
法第27条第1項

令和3年8月26日及び同年9月15日、情報提供を端緒として監査を実施。
9件の違反が認められた。(1)事業用自動車の定期点検整備義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条の2）、(2)
点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項及び第2項）、(3)乗務等の
記録事項義務違反（安全規則第8条）、(4)運転者台帳の記載事項義務違
反（安全規則第9条の5第1項）、(5)運転者台帳の保存義務違反（安全
規則第9条の5第2項）、(6)運転者に対する指導監督義務違反（安全規
則第10条第1項）、(7)特定の運転者に対する特別な指導義務違反（安
全規則第10条第2項）、(8)特定の運転者に対する適性診断受診義務違
反（安全規則第10条第2項）、(9)名義貸し（法第27条第1項）

34 34

貨物 2022 2 17

株式会社セイワ運輸（法
人番号
7480001007659）代表
者平野賢一

徳島県美馬市脇町岩倉
2955-1

本社営業所
徳島県美馬市穴
吹町三島字舞中
島2080-1

輸送施設の使用停止
（30日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号、第4項

令和3年11月18日及び同年12月9日、労働局と合同で監査を実施したと
ころ、4件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が不
適切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度を超え、また所
定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4
項）、(2)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、１箇月の拘
束時間の限度を超えて乗務していた者があったこと（安全規則第3条第
4項）、(3)運転者に対する点呼が確実になされていなかったこと（安全
規則第7条第1項、第2項、第3項）、(4)運転者に対する点呼の実施結果
の記録内容が不適切であったこと（安全規則第7条第5項）

3 3

貨物 2022 2 18
近藤商事有限会社（法人
番号5210002007579)
代表者近藤厚夫

福井県あわら市布目第
32号40

本社営業所
福井県あわら市
布目32字40-2

輸送施設の使用停止
(40日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和3年10月7日､関係機関からの情報を端緒として､監査を実施｡8件の
違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)健康診断未受診(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第6項)､(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(4)点呼の記録記載事項不備(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)乗務等の記録記載事項不
備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(6)運転者台帳の記載事項
等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(7)一般講習
受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)､(8)事業
報告書及び事業実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項)

4 4

貨物 2022 2 18
有限会社三希（法人番号
2200002017961) 代表
者古田達哉

岐阜県可児市下切1532
番地86

本社営業所
岐阜県可児市下
切1532番地86

輸送施設の使用停止
(40日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和3年10月11日､監査方針に基づき､監査を実施｡9件の違反が認められ
た｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第4項)､(2)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
3条第6項)､(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
7条第1項及び第2項)､(4)点呼の実施不適切(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)､(5)点呼の記録義務違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(6)乗務等の記録記載事項不
備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(7)運行指示書の作成義務
違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)､(8)運行管理規
程の記載事項不適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第21条第1項)､
(9)事業実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項)

4 4

貨物 2022 2 18
山田運輸株式会社（法人
番号2180001029036)
代表者山田春雄

愛知県名古屋市緑区鶴
が沢二丁目1304

飛島物流セ
ンター

愛知県海部郡飛
島村大字梅之郷
字中梅49番地1

輸送施設の使用停止
(180日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和3年8月20日及び令和3年9月1日､監査方針に基づき､監査を実施｡9
件の違反が認められた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事
業法施行規則第2条第1項第4号)､(2)健康診断未受診(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第3条第6項)､(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(4)点呼の記録記載事項不備(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)点呼の記録不実記載(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(6)乗務等の記録義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(7)乗務等の記録記載事項不
備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(8)運行記録計による記録
義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(9)一般講習受講義
務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)

18 18

貨物 2022 2 18
伊賀急送株式会社（法人
番号8190001008355)
代表者増田君夫

三重県伊賀市真泥5777-
1

本社営業所
三重県伊賀市真
泥字西上ﾉ代
5777-1

輸送施設の使用停止
(40日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和3年7月13日､重傷事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡7件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)点呼の実施義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)､(3)点呼
の実施不適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項
並びに第3項)､(4)事故の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第9条の2)､(5)運転者台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第9条の5第1項)､(6)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(7)運転者に対する指導監督義
務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)

4 4

貨物 2022 2 18
嶋本運輸株式会社（法人
番号6130001010839)
代表者嶋本勇次郎

京都府京都市南区吉祥
院嶋出在家町3-1

名古屋支店
愛知県小牧市多
気北町155番

輸送施設の使用停止
(40日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和3年8月19日､監査方針に基づき､監査を実施｡5件の違反が認められ
た｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第4項)､(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条第1項及び第2項並びに第3項)､(3)点呼の記録記載事項不備(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(4)運行指示書の記載事項等
不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)､(5)運転者に対
する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)

4 4

貨物 2022 2 21
株式会社三共運輸（法人
番号7040001030911)
代表者北野勝常

千葉県浦安市鉄鋼通り
1-3-2

富士営業所
静岡県富士市大
淵2611番地の2
11街区5号

輸送施設の使用停止
(50日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和3年10月12日､関係機関からの情報を端緒として､監査を実施｡4件の
違反が認められた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法
施行規則第2条第1項第4号)､(2)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(3)点呼の実施義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(4)運行管理者の解任
届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条)

5 5

貨物 2022 2 21

株式会社ギアボックス
カーゴ（法人番号
2200001030866) 代表
者伊藤敬一

岐阜県岐阜市加納梅田
町24番地

本社営業所
岐阜県岐阜市加
納梅田町24番地2

輸送施設の使用停止
(20日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和3年10月14日､監査方針に基づき､監査を実施｡5件の違反が認められ
た｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第4項)､(2)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
3条第6項)､(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
7条第1項及び第2項並びに第3項)､(4)点呼の記録記載事項不備(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)運行指示書の作成義務違反(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)

2 2



貨物 2022 2 21
吉見運送有限会社（法人
番号8150002010438）
代表者吉見克之

奈良県御所市北十三27
番地

本社

奈良県大和郡山
市南大工町24パ
シフィック郡山
103号室

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第1項第2
号

令和4年1月6日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。4件
の違反が認められた。（1）点検整備違反【定期点検整備等の未実施】
（貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条の2、道路
運送車両法第48条）、（2）点呼の記録違反【記載事項等の不備】（安
全規則第7条第5項）、（3）乗務等の記録違反【記載事項等の不備】
（安全規則第8条）、（4）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の
運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する指導
及び監督違反【一部不適切】（安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2022 2 21
株式会社アライズ（法人
番号7150001019415）
代表者櫻井佑吾

奈良県御所市大字蛇穴
375番地の1

本社
奈良県御所市茅
原71-5

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和4年1月21日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。4件の違反
が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の
勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項）、（2）点呼の実施違反
【未実施】（安全規則第7条第1項～第3項）、（3）点呼の記録違反
【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、（4）乗務等の記録違
反【記載事項等の不備】（安全規則第8条）

0 0

乗合バス 2022 2 21

有限会社根尾タクシー
（法人番号
3200002009677) 代表
者坂下裕久

岐阜県本巣市根尾樽見
622番地7号

本社営業所
岐阜県本巣市根
尾樽見622番地7
号

輸送施設の使用停止
(20日車)

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第2
項

令和3年11月30日、監査方針に基づき、監査を実施。2件の違反が認め
られた。(1)特定の運転者に対する指導義務違反(旅客自動車運送事業運
輸規則第38条第2項)､(2)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(旅
客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)

2 2

貸切バス 2022 2 21

株式会社金沢国際サービ
ス(法人番号
1120001179060) 代表
者金沢由香

大阪府大阪市西成区玉
出西1丁目16番5号

貝塚営業所
大阪府貝塚市水
間146-1-105

文書警告(処分日車数
10日車のため、一般
貸切旅客自動車運送
事業者に対する行政
処分等の基準3．(6)
による)

道路運送法第27条第
3項

令和4年1月12日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。運行管理者の講習(一般講習)受講義務違反(旅客自動車
運送事業運輸規則第48条の4第1項)

1 1

貸切バス 2022 2 21
株式会社湧西観光(法人
番号3140001112257)
代表者西村智香子

兵庫県三木市緑が丘町
本町一丁目238番地の2

本社営業所
兵庫県三木市緑
が丘町本町一丁
目238番地の2

文書警告(処分日車数
40日車のため、一般
貸切旅客自動車運送
事業者に対する行政
処分等の基準3．(6)
による)

道路運送法第27条第
3項

令和4年1月7日、新規許可を端緒として監査を実施。2件の違反が認め
られた。(1)疾病、疲労等のおそれのある乗務(旅客自動車運送事業運輸
規則(以下、｢運輸規則｣)第21条第5項)、(2)｢旅客自動車運送事業者が事
業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針｣による運転者に
対する特別な指導及び適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)

4 4

貨物 2022 2 22

株式会社アドバンス・ア
ゲイン（法人番号
4040001094843）代表
者渡邉正美

千葉県市原市五井中央
西１－１４－２１

本社
千葉県木更津市
真舟１－２－３
９

輸送施設の使用停止
（140日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和3年5
月18日及び同年5月28日、監査を実施。12件の違反が認められた。
（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第3条第4項）、（２）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第6項）、（３）点呼の実施義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第7条）、（４）乗務等の記録義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（５）乗務等の記録事項違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（６）運転者に
対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1
項）、（７）初任運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第2項）、（８）初任運転者に対する適性診断受診
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（９）定
期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の
2）、（１０）運行管理者に対する指導及び監督違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第22条）、（１１）運行管理者の講習受講義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項）、（１２）事業計画
の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）

14 14

貨物 2022 2 22

株式会社ジャパントータ
ルサービス（法人番号
9020001033765）代表
者新岡健治

神奈川県横浜市鶴見区
馬場６－２－７

本社
神奈川県横浜市
鶴見区駒岡５－
１１－４８

輸送施設の使用停止
（50日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

無免許運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和3年
6月7日及び同年6月22日、監査を実施。3件の違反が認められた。
（１）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3
条第6項）、（２）点呼の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第5項）、（３）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

5 5

貨物 2022 2 22

寿ロジコム株式会社（法
人番号
6011401011158）代表
者上梶純男

東京都板橋区向原２－
２３－８

戸田

埼玉県戸田市美
女木北２－１０
－１１（旧：埼
玉県戸田市美女
木１１７０－
１）

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和3年7
月21日、監査を実施。3件の違反が認められた。（１）乗務時間等告示
の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（２）
点呼の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5
項）、（３）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第1項）

1 1

貨物 2022 2 22

幸運トラック株式会社
（法人番号
9310001008746）代表
者馬場邦彦

長崎県大村市富の原２
－５９５－１

柏

千葉県柏市新十
余二１３－１
ＳＧリアルティ
柏Ａ棟２Ｆ内

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがあることを端緒として、令和3年7月21日及び同年9月
22日、監査を実施。3件の違反が認められた。（１）乗務時間等告示の
遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（２）整
備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条
の4）、（３）運行管理者に対する指導及び監督違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第22条）

3 3

貨物 2022 2 22
株式会社関戸運輸（法人
番号6013401005734）
代表者重城朋禎

東京都稲城市大丸１４
４８－３

相模原
神奈川県相模原
市中央区南橋本
４－１１－１１

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第23条
第1項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和3年7月1日、監査を
実施。3件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（２）定期点検整
備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2）、（３）
運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
23条第1項）

1 1

貨物 2022 2 22
有限会社安藤運輸（法人
番号4180302023974)
代表者大西要一

愛知県みよし市三好丘
一丁目6番地3

本社営業所
愛知県みよし市
三好丘一丁目6番
地3

輸送施設の使用停止
(70日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和3年10月13日､監査方針に基づき､監査を実施｡3件の違反が認められ
た｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第
1項第4号)､(2)整備管理者の解任届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条の2)､(3)定期点検未実施(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
3条の2)

7 7

貨物 2022 2 22
有限会社マック(法人番
号6290802005996）
代表者平田和美

山口県下関市菊川町大
字上大野18-8

本社営業所
山口県下関市菊
川町大字上大野
18-8

輸送施設の使用停止
（80日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号及び同条第4項

令和3年2月8日及び同年3月29日、救護義務違反があったことを端緒と
して監査を実施。11件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第
4項）、(2)疾病・疲労等のおそれのある乗務禁止違反（安全規則第3条
第6項）、(3)点呼の記録保存義務違反（安全規則第7条第5項）、(4)乗
務等の記録事項義務違反（安全規則第8条第1項）、(5)運行記録計によ
る記録義務違反（安全規則第9条）、(6)運行指示書の保存義務違反（安
全規則第9条の3第4項）、(7)運転者台帳の作成義務違反（安全規則第9
条の5第1項）、(8)運転者台帳の記載事項義務違反（安全規則第9条の5
第1項）、(9)運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1
項）、(10)特定の運転者に対する特別な指導義務違反（安全規則第10
条第2項）、(11)特定の運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規
則第10条第2項）

8 8



タクシー 2022 2 22
株式会社つばめタクシー
代表者 佐野 敏樹

埼玉県さいたま市浦和
区本太１－１４－７

本社営業所
埼玉県さいたま
市浦和区本太１
－１４－７

輸送施設の使用停止
（40日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第２１条第
５項

令和3年7月14日及び同年7月15日、労働局からの通知を端緒として監査
を実施。7件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(旅
客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第21条第1項)､(2)健康状態
の把握義務違反(運輸規則第21条第5項)､(3)点呼の記録事項義務違反(運
輸規則第24条第5項)､(4)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第
38条第1項)､(5)高齢運転者に対する告示で定める特別な指導義務違反
(運輸規則第38条第2項)､(6)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反
(運輸規則第38条第2項)､(7)運行管理者の講習受講義務違反(運輸規則第
48条の4第1項)

4 4

タクシー 2022 2 24
婦中交通株式会社（法人
番号5230001006910）
代表者竹内茂

富山県富山市婦中町西
本郷66番地1号

西本郷営業
所

富山県富山市婦
中町西本郷66番
地1号

輸送施設の使用停止
（75日車）

道路運送法（以下
「法」）第23条第3
項及び法第27条第3
項

令和3年10月5日、監査実施。3件の違反が認められた。（1）運行管理
者の選任解任届出違反（道路運送法第23条第3項）（2）点呼の記録記
載不備（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」第24条第5
項）（3）定期点検整備の実施義務違反（運輸規則第45条、道路運送車
両法第48条）

8 8

乗合バス 2022 2 24

高知東部交通株式会社
（法人番号
1490001006723）代表
者坂本泰資

高知県安芸市千歳町15-
26

室戸営業所
高知県室戸市室
戸岬町字トヲノ
内5366-1

輸送施設の使用停止
（60日車）

道路運送法第27条第
3項

令和3年12月27日、旅客自動車運送事業に関する監査方針に基づき監査
を実施したところ、1件の違反が確認された。(1)自動車検査証の有効期
間が満了している事業用自動車を運行していたこと(旅客自動車運送事
業運輸規則第45条、道路運送車両法第58条第1項）

6 6

貸切バス 2022 2 24
共栄観光株式会社（法人
番号6250001010190）
代表者加地日出男

山口県光市大字小周防
1735番地14

本社
山口県光市小周
防1735-14

文書警告（処分日車
数40日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

道路運送法（以下
「法」）第15条第3
項及び法第27条第3
項

令和3年12月14日及び令和4年1月31日、継続監視の監査対象であるこ
とを端緒として監査を実施。3件の違反が認められた。(1)事業計画の事
前変更届出違反（法第15条第3項）、(2)運送引受書の記載事項義務違
反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第7条の2第1
項）、(3)特定の運転者に対する特別な指導義務違反（運輸規則第38条
第2項）

8 4

貨物 2022 2 25
株式会社春日野運送（法
人番号5210001011219)
代表者春日野敏久

福井県三方郡美浜町山
上77号峰広11番2

本社営業所
福井県三方郡美
浜町山上77号峰
広18番12

輸送施設の使用停止
(160日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和3年3月15日及び令和3年10月29日､死亡事故を引き起こしたことを
端緒として､監査を実施｡15件の違反が認められた｡(1)事業計画の変更
認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)､(2)配置車
両数違反(貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1号)､(3)乗務時
間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4
項)､(4)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)､
(5)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及
び第2項並びに第3項)､(6)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第5項)､(7)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第8条)､(8)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)､(9)運転者台帳の作成義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(10)運転者台帳の記
載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(11)運
転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10
条第1項)､(12)運転者に対する指導監督記録保存義務違反(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第10条第1項)､(13)特定の運転者に対する指導義務
違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(14)特定の運転者
に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条
第2項)､(15)一般講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
23条第1項)

16 16

貨物 2022 2 25
株式会社ＭＫライン（法
人番号9080001017333)
代表者松本三男

静岡県焼津市上泉1051-
4

本社営業所
静岡県藤枝市平
島字祢口766番地
の2

輸送施設の使用停止
(250日車)

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和3年10月1日､酒気帯び運転をしたことを端緒として､監査を実施｡12
件の違反が認められた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事
業法施行規則第2条第1項第4号)､(2)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(3)健康診断未受診(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)､(4)整備管理者の研修受講義務
違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4)､(5)点呼の実施義務違
反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3
項)､(6)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
8条)､(7)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第9条)､(8)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第9条の3第1項)､(9)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(10)運転者に対する指導監督義務
違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(11)特定の運転者
に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条
第2項)､(12)運行管理者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第22条)

32 25

貨物 2022 2 25

有限会社コダマ運送店
（法人番号
2120102012763）代表
者神尾好成

大阪府堺市堺区榎元町5
丁3番33号

堺東
大阪府堺市堺区
材木町東3丁1番
27号

輸送施設の使用停止
（110日車）

貨物自動車運送事業
法第11条

令和3年11月18日及び同年11月24日、関係機関からの情報を端緒に監
査を実施。14件の違反が認められた。（1）運賃及び料金（個人を対象
とするものに限る。）、運送約款等の無掲示（貨物自動車運送事業法
第11条）、（2）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務
時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（3）疾病、疲労等のお
それのある乗務（安全規則第3条第6項）、（4）点検整備違反【定期点
検整備等の未実施】（安全規則第3条の2、道路運送車両法第48条）、
（5）整備管理者の研修受講義務違反【研修未受講】（安全規則第3条
の4）、（6）点呼の実施違反【未実施】（安全規則第7条第1項～第3
項）、（7）（8）乗務等の記録違反【記録】【記載事項等の不備】
（安全規則第8条）、（9）運行記録計による記録違反【記録】（安全
規則第9条）、（10）運行指示書【作成、指示又は携行の義務違反】
(安全規則第9条の3第1項～第3項)、（11）運転者台帳【記載事項等の
不備】（安全規則第9条の5第1項）、（12）「貨物自動車運送事業者が
事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」（以下「指
導監督告示」）による運転者に対する指導及び監督違反【大部分不適
切】（安全規則第10条第1項）、（13）指導監督告示による運転者に対
する特別な指導及び運転適性診断受診義務違反【運転適性診断の受診
状況】（安全規則第10条第2項）、（14）運行管理者の講習受講義務違
反（安全規則第23条第1項）

11 11

貸切バス 2022 2 25

大橋タクシー株式会社
（法人番号
2180001078693) 代表
者大橋堅三

愛知県瀬戸市城屋敷町1
番地

本社営業所
愛知県瀬戸市城
屋敷町1番地

輸送施設の使用停止
(160日車)及び文書警
告

旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第5
項

令和3年10月13日、監査方針に基づき、監査を実施。8件の違反が認め
られた。(1)健康診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第5
項)､(2)点呼の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第
5項)､(3)乗務員台帳の作成､備付義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則
第37条第1項)､(4)乗務員台帳の記載事項等不備(旅客自動車運送事業運
輸規則第37条第1項)､(5)特定の運転者に対する指導義務違反(旅客自動
車運送事業運輸規則第38条第2項)､(6)特定の運転者に対する運転適性診
断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)､(7)無登録運転者
の乗務(ﾀｸｼｰ業務適正化特別措置法第3条)､(8)運転者証等類似不正表示
禁止違反(ﾀｸｼｰ業務適正化特別措置法第47条)

16 16



5 2022 2 25
大喜自動車株式会社（法
人番号9210001009820)
代表者石田秀雄

福井県大野市天神町3番
地22号

本社営業所
福井県大野市天
神町3-22

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第24条第5
項

令和4年1月25日及び令和4年2月2日、監査方針に基づき、監査を実施。
4件の違反が認められた。(1)点呼の記録記載事項不備(旅客自動車運送
事業運輸規則第24条第5項)､(2)乗務等の記録記載事項不備(旅客自動車
運送事業運輸規則第25条第3項)､(3)事故の記録記載事項の不備(旅客自
動車運送事業運輸規則第26条の2)､(4)輸送の安全にかかわる情報の公表
義務違反(道路運送法第29条の3)

0 0

6 2022 2 25

敦賀海陸運輸株式会社
（法人番号
8210001010845) 代表
者有馬義一

福井県敦賀市桜町2番地
10号

長沢営業所
福井県敦賀市津
内63号上ﾌｹ3番地
3

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第24条第5
項

令和4年1月31日、監査方針に基づき、監査を実施。6件の違反が認めら
れた。(1)点呼の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第24条
第5項)､(2)乗務等の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第
25条第3項)､(3)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1項)､(4)特定の運転者に対する指導義務違反(旅客自
動車運送事業運輸規則第38条第2項)､(5)整備管理者の解任届出違反(旅
客自動車運送事業運輸規則第45条)､(6)運行管理規程の記載事項不適切
(旅客自動車運送事業運輸規則第48条の2第1項)

0 0

貨物 2022 2 28

オイルケミカルサービス
株式会社（法人番号
1390001006808） 代
表者小竹智樹

山形県東田川郡庄内町
家根合字中荒田33番地
の2

本社営業所
山形県東田川郡
庄内町家根合字
中荒田33番地の2

文書警告
法第17条第1項1
号、法第17条第4項

令和4年1月11日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、4件の違
反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反（安全規則第3条第
4項）、（2）乗務等の記録義務違反（安全規則第8条）、（3）運行記
録計による記録義務違反（安全規則第9条）、（4）運転者に対する指
導監督義務違反（安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2022 2 28

株式会社エタニティー・
タイシン（法人番号
6390001004724） 代
表者渡邉勲

山形県上山市久保手
4005番地の10

本社営業所
山形県上山市久
保手4005番地の
10

文書警告
法第17条第1項第1
号、法第17条第4項

令和4年1月20日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、6件の違
反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反（安全規則第3条第
4項）、（2）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第2項）、（3）乗務
等の記録義務違反（安全規則第8条）、（4）運行記録計による記録義
務違反（安全規則第9条）、（5）運転者台帳の作成義務違反（安全規
則第9条の5第1項）、（6）運転者に対する指導監督義務違反（安全規
則第10条第1項）

0 0

貨物 2022 2 28
富南急送株式会社（法人
番号2230001005196）
代表者髙野康裕

富山県富山市西番500番
地

本社営業所
富山県富山市西
番500番地

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項及び同条
第4項

令和3年10月6日、監査実施。4件の違反が認められた。（1）乗務時間
等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）（2）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項～
第3項）（3）点呼の記録記載不備（安全規則第7条第5項）（4）運行記
録計による記録義務違反（安全規則第9条）

3 3

貨物 2022 2 28

株式会社ヤマトインテグ
レート（法人番号
8070001014258) 代表
者宮野平

大阪府大阪市北区中津
1-11-1

福井営業所
福井県福井市西
開発3丁目404-5

輸送施設の使用停止
(20日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

令和3年10月1日､死亡事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡3件の違反が認められた｡(1)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第6項)､(2)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(3)運転者に対する指導監督義務違
反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)

2 2

貨物 2022 2 28
有限会社武冨運輸（法人
番号3200002015023)
代表者鈴木弘子

愛知県あま市七宝町下
田四反割901番地18

本社営業所
愛知県あま市七
宝町下田四反割
901番地18

輸送施設の使用停止
(40日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和3年8月6日及び令和3年9月27日､監査方針に基づき､監査を実施｡7
件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)､(3)点呼の記
録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(4)乗務
等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(5)運
行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､
(6)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条
の3第1項)､(7)事業報告書及び事業実績報告書未提出(貨物自動車運送事
業法第60条第1項)

4 4

貨物 2022 2 28

スペースプランニング株
式会社（法人番号
1080401004608) 代表
者山﨑昌彦

静岡県浜松市東区和田
町649番地の1

静岡営業所
静岡県静岡市葵
区流通センター
5-6

輸送施設の使用停止
(20日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第5号

令和3年10月27日及び令和3年11月5日､監査方針に基づき､監査を実施｡
6件の違反が認められた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事
業法施行規則第2条第1項第5号)､(2)事業計画事後届出違反(貨物自動車
運送事業法施行規則第7条第1項第3号)､(3)健康診断未受診(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第3条第6項)､(4)点呼の実施義務違反(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(5)点呼の記録記載事項不
備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(6)運転者に対する指
導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)

2 2

貨物 2022 2 28
名豊興運株式会社（法人
番号3180001076564)
代表者倉田直樹

愛知県小牧市大字南外
山字道上123

一宮営業所
愛知県一宮市開
明字愛宕北1-2

輸送施設の使用停止
(20日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

令和3年10月8日､監査方針に基づき､監査を実施｡6件の違反が認められ
た｡(1)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)､
(2)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5
項)､(3)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第9条の5第1項)､(4)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第10条第1項)､(5)特定の運転者に対する指導義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(6)特定の運転者に対
する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項)

14 2

貨物 2022 2 28
株式会社中家建設（法人
番号4150001016043）
代表者中家孝次

奈良県吉野郡下市町大
字原谷261番地の1

本社
奈良県吉野郡大
淀町大字下渕
167-1

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和3年12月14日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。6件の違
反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者
の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項）、（2）点呼の実施違
反【未実施】（安全規則第7条第1項～第3項）、（3）点呼の記録違反
【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、（4）乗務等の記録違
反【記載事項等の不備】（安全規則第8条）、（5）運行記録計による
記録違反【記録】（安全規則第9条）、（6）運行指示書【作成、指示
又は携行の義務違反】(安全規則第9条の3第1項～第3項)

0 0

タクシー 2022 2 28

相互交通株式会社（法人
番号２４４０００１００
１０７５） 代表者中川
昌信

北海道函館市昭和２丁
目３９番２２号

本社営業所
北海道函館市昭
和２丁目３９番
２２号

輸送施設の使用停止
（１０日車）及び文
書警告

道路運送法第２７条
第３項

令和３年９月１６日及び令和３年９月１７日、その他事故、法令違
反、事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。２件の違反が認め
られた。（１）疾病・疲労等のおそれのある乗務（旅客自動車運送事
業運輸規則（以下「運輸規則」）第２１条第５項）、（２）運転者に
対する指導監督義務違反（運輸規則第３８条第１項）

1 1

貸切バス 2023 2 28
有限会社芸州観光（法人
番号6240002027565）
代表者児玉塁

広島県東広島市西条町
田口451番地9号

志和営業所
東広島市志和町
志和西10588-20

文書警告（処分日車
数10日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

道路運送法第15条第
3項(以下「法」)

令和4年11月8日及び令和5年1月27日、継続監視の監査対象であること
を端緒として監査を実施。1件の違反が認められた。事業計画の事前変
更届出違反(法第15条第3項)

1 1

貨物 2022 3 1
有限会社石島商事（法人
番号4050002044375）
代表者石島浩司

茨城県結城市大字鹿窪
５１０

本社
茨城県結城市若
宮３－２８

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

公安委員会からの通知を端緒として、令和3年12月9日、監査を実施。1
件の違反が認められた。（１）過積載運送（貨物自動車運送事業法第
17条第3項）

3 3



貨物 2022 3 1

かみいちサービス株式会
社（法人番号
2120901018597） 代
表者山田優弥

大阪府摂津市別府１－
１７－３０

関東支店
神奈川県横浜市
港北区新羽町２
０６３

輸送施設の使用停止
（130日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和3年7月8日及び同年
7月20日、監査を実施。9件の違反が認められた。（１）乗務時間等告
示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）（２）
疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6
項）（３）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第7条）（４）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第8条第1項）（５）運転者台帳の作成義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第9条の5第1項）（６）運転者に対する指導監督違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）（７）定期点検整備
の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2）（８）事業
計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）（９）事業
の適確な遂行に係る遵守事項のうち社会保険等に未加入のもの（貨物
自動車運送事業法第24条の4）

13 13

貨物 2022 3 1
株式会社古川運輸（法人
番号8021001027592）
代表者古川信一

神奈川県綾瀬市早川１
０５９－１

本社
神奈川県綾瀬市
早川１０５９－
１

輸送施設の使用停止
（170日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の2

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和3年7月15日、監査
を実施。11件の違反が認められた。（１）乗務時間等告示の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）（２）点呼の実施義
務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）（３）運行指示書
の作成義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3）（４）
運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
10条第1項）（５）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）（６）定期点検整備の実施違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2）（７）事業計画（自
動車車庫）の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）
（８）事業計画（休憩睡眠施設）の変更認可違反（貨物自動車運送事
業法第9条第1項）（９）事業計画（営業所）事後届出違反（貨物自動
車運送事業法第9条第3項）（１０）事業計画（主たる事務所）事後届
出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）（１１）報告義務違反
（貨物自動車運送事業報告規則第2条）

17 17

貨物 2022 3 1
有限会社ニューオオサカ
エキスプレス代表者仙頭
弘好

大阪府大阪市淀川区木
川西4-3-36-602

本社
兵庫県尼崎市武
庫之荘本町2-2-3

許可の取消し
貨物自動車運送事業
法第32条

法令違反の疑いがあることを端緒に調査を開始したところ、登記簿の
閉鎖が確認された。

0 0

貨物 2022 3 1

株式会社 エムライン
（法人番号
3120901022301）代表
者竹田裕伸

大阪府豊能郡豊能町希
望ケ丘6丁目1番3号

本社
大阪府豊能郡豊
能町希望ケ丘6丁
目1番3号

許可の取消し
貨物自動車運送事業
法第32条

法令違反の疑いがあることを端緒に調査を開始したところ、長期にわ
たり事業者としての実態が確認出来なかった。

0 0

貨物 2022 3 1

株式会社ヒカリ運輸（法
人番号
7120001133037）代表
者上田仁志

大阪府大阪市旭区今市
2-22-32

本社
大阪府摂津市鳥
飼中3丁目2番36
号

許可の取消し
貨物自動車運送事業
法第32条

法令違反の疑いがあることを端緒に調査を開始したところ、長期にわ
たり事業者としての実態が確認出来なかった。

0 0

貨物 2022 3 1
株式会社ユンクス（法人
番号4122001007850）
代表者吉田正一

大阪府東大阪市長田西
2-4-7

本社
大阪府東大阪市
川俣1-11-15

許可の取消し
貨物自動車運送事業
法第32条

法令違反の疑いがあることを端緒に調査を開始したところ、長期にわ
たり事業者としての実態が確認出来なかった。

0 0

貨物 2022 3 1 大島幸男こと丁奎城
大阪府大阪市西淀川区
御幣島4-12-3

本店
大阪府大阪市西
淀川区歌島4-3-
25

許可の取消し
貨物自動車運送事業
法第32条

法令違反の疑いがあることを端緒に調査を開始したところ、長期にわ
たり事業者としての実態が確認出来なかった。

0 0

貨物 2022 3 1

株式会社エイアールケ
イ・ライン（法人番号
5120001096822）代表
者川本隆

大阪府大阪市港区市岡
1-21-41-403

本社
大阪府大阪市港
区市岡3-14-11

許可の取消し
貨物自動車運送事業
法第32条

法令違反の疑いがあることを端緒に調査を開始したところ、長期にわ
たり事業者としての実態が確認出来なかった。

0 0

貨物 2022 3 1
有限会社丸波運輸（法人
番号3140002069918）
代表者波戸則人

兵庫県三原郡西淡町津
井1616-2

本社
兵庫県三原郡西
淡町津井字小長
谷2277-1

許可の取消し
貨物自動車運送事業
法第32条

関係機関からの情報を端緒に調査を開始したところ、長期にわたり事
業者としての実態が確認出来なかった。

0 0

貨物 2022 3 1

北谷物流施工株式会社
（法人番号
7140001085912）代表
者北谷一雄

兵庫県三原郡緑町倭文
長田737

本社
兵庫県三原郡緑
町倭文長田字三
ツ木又737

許可の取消し
貨物自動車運送事業
法第32条

関係機関からの情報を端緒に調査を開始したところ、長期にわたり事
業者としての実態が確認出来なかった。

0 0

貨物 2022 3 1
協立運輸有限会社（法人
番号6140002028722）
代表者山端義博

兵庫県明石市大久保町
山手台1-117

本社
兵庫県神戸市西
区玉津町西河原
字野手77、78-1

許可の取消し
貨物自動車運送事業
法第32条

関係機関からの情報を端緒に調査を開始したところ、長期にわたり事
業者としての実態が確認出来なかった。

0 0

貨物 2022 3 1
有限会社九州産業（法人
番号9140002004407）
代表者中村清美

兵庫県神戸市西区中野1
丁目3番地の15

本社
兵庫県神戸市西
区中野1丁目3番
地の3

許可の取消し
貨物自動車運送事業
法第32条

関係機関からの情報を端緒に調査を開始したところ、長期にわたり事
業者としての実態が確認出来なかった。

0 0

貨物 2022 3 1

尼崎貨物運送株式会社
（法人番号
2140001047297）代表
者堀利勝

兵庫県尼崎市久々知1-
5-15

本社
兵庫県尼崎市
久々知1-5-15

許可の取消し
貨物自動車運送事業
法第32条

関係機関からの情報を端緒に調査を開始したところ、長期にわたり事
業者としての実態が確認出来なかった。

0 0

貨物 2022 3 1
株式会社真和運送（法人
番号3140001041522）
代表者東野和保

兵庫県丹波市柏原町大
新屋333-23

本社
兵庫県丹波市柏
原町拳田192-2

許可の取消し
貨物自動車運送事業
法第32条

関係機関からの情報を端緒に調査を開始したところ、長期にわたり事
業者としての実態が確認出来なかった。

0 0

貨物 2022 3 1
株式会社乾商事代表者嶺
山博也

兵庫県神戸市西区押部
谷町木見字下山畑ノ三
1095-2

本社
兵庫県三木市志
染町青山5丁目
18-10

許可の取消し
貨物自動車運送事業
法第32条

関係機関からの情報を端緒に調査を開始したところ、長期にわたり事
業者としての実態が確認出来なかった。

0 0

貨物 2022 3 1

有限会社神戸トランス
ポート（法人番号
1140002021467）代表
者坂本雅圀

兵庫県神戸市中央区港
島9丁目11番地1

本社
兵庫県神戸市中
央区港島9丁目11
番地1

許可の取消し
貨物自動車運送事業
法第32条

関係機関からの情報を端緒に調査を開始したところ、長期にわたり事
業者としての実態が確認出来なかった。

0 0

貨物 2022 3 1

株式会社エクスプレス・
シオザキ（法人番号
7120901009055）代表
者塩﨑米光

大阪府摂津市鳥飼中3丁
目6番15号

本社
大阪府摂津市鳥
飼中3丁目6番15
号

事業停止（7日間）輸
送施設の使用停止
（120日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和2年2月12日、同年7月9日及び同年12月15日、公安委員会からの通
報を端緒に監査を実施。事業停止については、（1）無免許運転下命・
容認行為（貨物自動車運送事業法第22条の2）の1件が認められ、使用
停止については、（1）疾病、疲労等のおそれのある乗務（貨物自動車
運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第6項）、（2）
（3）（4）点呼の記録違反【記録】【記載事項等の不備】【記録の保
存】（安全規則第7条第5項）、（5）乗務等の記録違反【記録】（安全
規則第8条）、（6）（7）運転者台帳【作成】【記載事項等の不備】
（安全規則第9条の5第1項）、（8）「貨物自動車運送事業者が事業用
自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」（以下「指導監督
告示」）による運転者に対する指導及び監督違反【大部分不適切】
（安全規則第10条第1項）、（9）（10）指導監督告示による運転者に
対する特別な指導及び運転適性診断受診義務違反【特別な指導の実施
状況】【運転適性診断の受診状況】（安全規則第10条第2項）、（11）
健康保険法、厚生年金保険法、労働者災害補償保険法及び雇用保険法
に基づく社会保険等加入義務者が社会保険等に未加入（貨物自動車運
送事業法施行規則第14条第2号）の11件が認められた。

12 12



貨物 2022 3 1
株式会社藤原運輸（法人
番号8290001016422）
代表者藤原隆祐

福岡県福岡市博多区板
付7丁目6-19

佐世保営業
所

長崎県東彼杵郡
波佐見町稗木場
郷288-1

輸送施設の使用停止
（40日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第8
条第1項、法第17条
第1項第1号、法第
17条第4項

令和3年10月5日、監査実施。8件の違反が認められた。(1)事業計画(自
動車車庫)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法第8条
第1項)、(2)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(3)(4)点呼の実施等義務違反
（安全規則第7条)、(5)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5
項)、(6)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(7)
運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(8)特定運転者に
対する特別な指導監督違反(安全規則第10条第2項)

4 4

貨物 2022 3 1
司商店株式会社(法人番
号2240001021309)代表
者寺西司

広島県広島市安佐北区
白木町大字古屋45番地

宮崎営業所
宮崎県宮崎市清
武町木原字尾ノ
下57-51

輸送施設の使用停止
（40日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第1項第2号、
法第17条第4項、法
第60条第1項、道路
運送車両法第48条

令和3年12月15日、監査実施。13件の違反が認められた。(1)乗務時間
等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規
則」)第3条第4項)、(2)乗務時間等の基準なお書き違反(安全規則第3条
第4項)、(3)定期点検整備の実施違反(安全規則第3条の2、道路運送車両
法第48条)、(4)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(5)点呼の記録義
務違反(安全規則第7条第5項)、(6)乗務等の記録事項義務違反(安全規則
第8条)、(7)運行指示書に係る（作成、指示、携行）義務違反(安全規則
第9条の3第1項)、(8)運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1
項)、(9)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、
(10)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(11)特定運
転者に対する特別な指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(12)特定運
転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(13)報告
義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項)

4 4

貨物 2022 3 1
株式会社山坂（法人番号
1340002025134）代表
者福岡亮介

鹿児島県鹿屋市東原町
5964-56

野方営業所
鹿児島県曽於郡
大崎町野方3127-
1･2

輸送施設の使用停止
（20日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第4項

令和3年10月13日、監査実施。7件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規
則」)第3条第4項)、(2)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)､
(3)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(4)事故の記録事
項義務違反(安全規則第9条の2)､(5)運転者台帳の記載事項義務違反(安
全規則第9条の5第1項)､(6)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10
条第1項)、(7)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規則第
10条第1項)

2 2

タクシー 2022 3 1

瀬戸自動車運送株式会社
（法人番号
2180001078958) 代表
者0

愛知県瀬戸市山脇町18
番地

東郷営業所
愛知県愛知郡東
郷町大字春木字
野渕2360番地3号

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第24条第5
項

令和4年1月7日、監査方針に基づき、監査を実施。1件の違反が認めら
れた。(1)点呼の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第24条
第5項)

0 0

タクシー 2022 3 1

さくらタクシー株式会社
(法人番号
7130001037575)代表者
浜崎健司

京都府向日市物集女町
クヅ子15番地

本社
京都府向日市物
集女町クヅ子15
番地

文書警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(駐
停車違反)が、過去一年以内に3件に達した。｢旅客自動車運送事業者が
事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針｣による運転者
に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

乗合バス 2022 3 1

松戸新京成バス株式会社
（法人番号
6040001028758） 代
表者小林匠

千葉県鎌ヶ谷市くぬぎ
山4-1-12

松戸営業所
千葉県松戸市紙
敷96-36

輸送施設の使用停止
（30日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第5
項

令和3年9月21日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。2件
の違反が認められた。(1)疾病のおそれのある乗務(旅客自動車運送事業
運輸規則(以下｢運輸規則｣)第21条第5項)､(2)運転者に対する指導監督義
務違反(運輸規則第38条第1項)

7 3

貸切バス 2022 3 1
株式会社FE観光（法人
番号8010401124091)
代表者清水謙一

東京都港区赤坂七丁目
10番17号ﾌｫﾝﾃ赤坂2階

名古屋営業
所

愛知県名古屋市
北区西味鋺三丁
目802番2号

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第1
項

令和3年12月9日、監査方針に基づき、監査を実施。2件の違反が認めら
れた。(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則
第21条第1項)､(2)事業報告書未提出(道路運送法第94条第1項)

0 0

貨物 2022 3 3
株式会社大健運送（法人
番号8370001039340）
代表者大宮誠子

宮城県柴田郡川崎町大
字川内字北川原山238番
地31

本社営業所

宮城県柴田郡川
崎町大字川内字
北川原山238番地
31

輸送施設の使用停止
（20日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第2号、法第
17条第4項

令和3年7月8日、飲酒運転を端緒として監査を実施した結果、3件の違
反が認められた｡（1）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第3条の2及び道路運送車両法第48
条）、（2）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第2項）、（3）運転
者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）

2 2

貨物 2022 3 4

菊川輸送センター有限会
社（法人番号
7080002014067) 代表
者片川三枝子

静岡県島田市金谷東1-
722-10

本社営業所
静岡県島田市金
谷東1-722-10

輸送施設の使用停止
(80日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和3年10月28日､監査方針に基づき､監査を実施｡12件の違反が認めら
れた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条
第1項第4号)､(2)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第4項)､(3)定期点検未実施(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第3条の2)､(4)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)､(5)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第7条第5項)､(6)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第7条第5項)､(7)乗務等の記録記載事項不備(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第8条)､(8)運行記録計による記録義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(9)事故の記録記載事項不備
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の2)､(10)運転者に対する指導
監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(11)運転
者に対する指導監督記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
10条第1項)､(12)運行管理補助者の要件違反(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第18条第3項)

8 8

貨物 2022 3 4
和田運輸有限会社（法人
番号7180002019881)
代表者加藤康記

愛知県名古屋市中川区
玉船町2-1

本社営業所
愛知県名古屋市
中川区玉船町2-1

輸送施設の使用停止
(20日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和3年10月7日､監査方針に基づき､監査を実施｡3件の違反が認められ
た｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第4項)､(2)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
3条第6項)､(3)運転者台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第9条の5第1項)

2 2

貨物 2022 3 4
株式会社ＫＴＣ（法人番
号3300001007052）代
表者中村洋平

佐賀県佐賀市諸留町徳
富1967-1

本社営業所
佐賀県佐賀市諸
留町徳富1967-1

輸送施設の使用停止
（50日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第1項第2号、
法第17条第4項、法
第24条の3

令和3年10月5日、監査実施。11件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規
則」)第3条第4項)、(2)整備管理者の研修受講義務違反(安全規則第3条
の4)、(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(4)点呼の記録事項義
務違反(安全規則第7条第5項)、(5)乗務等の記録義務違反(安全規則第8
条)、(6)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(7)運行記録計に
よる記録義務違反(安全規則第9条)、(8)運行指示書の記載事項義務違反
(安全規則第9条の3第1項)、(9)運転者に対する指導監督違反(安全規則
第10条第1項)、(10)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記
録保存違反(安全規則第10条第1項)、(11)輸送の安全に関わる情報の公
表違反(安全規則第2条の8)

5 5

タクシー 2022 3 4

有限会社山陽タクシー
(法人番号
9260002011085） 代
表者谷好文

岡山県赤磐市下市510番
地の4

本社営業所
岡山県赤磐市下
市510番地の4

輸送施設の使用停止
（80日車）及び文書
警告

道路運送法（以下
「法」）第9条の3第
1項及び法第27条第
3項

令和3年1月6日及び同年2月24日、酒気帯び運転を端緒として監査を実
施。11件の違反が認められた。(1)運賃料金変更認可違反（法第9条の3
第1項）、(2)乗務時間等告示の遵守違反（旅客自動車運送事業運輸規則
（以下「運輸規則」）第21条第1項）、(3)乗務時間等告示のなお書き
遵守違反（運輸規則第21条第1項）、(4)疾病・疲労等のおそれのある
乗務禁止違反（運輸規則第21条第5項）、(5)点呼の記録事項義務違反
（運輸規則第24条第5項）、(6)事故の記録事項義務違反（運輸規則第
26条の2）、(7)新たに雇い入れた運転者に対する指導監督義務違反
（運輸規則第36条第2項）、(8)乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸
規則第37条第1項）、(9)運転者に対する指導監督義務違反（運輸規則
第38条第1項）、(10)運転者に対する指導監督の記録義務違反（運輸規
則第38条第1項）、(11)特定の運転者に対する特別な指導義務違反（運
輸規則第38条第2項）、(12)特定の運転者に対する適性診断受診義務違
反（運輸規則第38条第2項）

8 8



貨物 2022 3 7
株式会社タツショウ（法
人番号1180001134571)
代表者宮本正敏

岐阜県羽島市福寿町間
島4丁目11番地

本社営業所
岐阜県羽島市福
寿町間島4丁目11
番地

輸送施設の使用停止
(120日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和3年5月12日及び令和3年6月4日､監査方針に基づき､監査を実施｡12
件の違反が認められた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事
業法施行規則第2条第1項第4号)､(2)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(3)一の運行の勤務時間遵
守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(4)点呼の実施義
務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに
第3項)､(5)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条
第5項)､(6)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第7条第5項)､(7)点呼の記録不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第7条第5項)､(8)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第9条)､(9)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第10条第1項)､(10)運転者に対する指導監督記録記
載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(11)特定の
運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第10条第2項)､(12)自動車に関する表示義務違反(道路運送法施行規則第
65条)

12 12

貨物 2022 3 7

エス・ワールド株式会社
（法人番号
8200001024482) 代表
者千藤茂

岐阜県中津川市茄子川
1784番地の1

本社営業所
岐阜県中津川市
茄子川1784番地
の1

輸送施設の使用停止
(10日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第5項

令和3年8月26日､監査方針に基づき､監査を実施｡3件の違反が認められ
た｡(1)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条
第5項)､(2)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第8条)､(3)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第9条)

1 1

貨物 2022 3 7

株式会社タイナカ運送
（法人番号
8250001012490） 代
表者吉野瑞

山口県柳井市南浜4丁目
2-1

北九州営業
所

福岡県遠賀郡遠
賀町大字尾崎
1792-1

輸送施設の使用停止
（50日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第4項

令和3年12月16日、監査実施。7件の違反が認められた。(1)必要な員数
の運転者の確保違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規
則」)第3条第1項)、(2)乗務時間等の基準の遵守違反(安全規則第3条第4
項)、(3)乗務時間等の基準なお書き違反(安全規則第3条第4項)、(4)点
呼の実施義務違反（安全規則第7条)、(5)点呼の記録義務違反(安全規則
第7条第5項)、(6)運行指示書に係る（作成、指示、携行）義務違反(安
全規則第9条の3第1項)、(7)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第
9条の5第1項)

5 5

タクシー 2022 3 7

宗像西鉄タクシー株式会
社（法人番号
9290001037112）代表
者高畠巧

福岡県宗像市陵厳寺4丁
目7-1

本社営業所
福岡県宗像市陵
厳寺4丁目7-1

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年1月25日、監査実施。4件の違反が認められた。(1)乗務員台帳
の記載事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)
第37条第1項）、(2)点呼の記録義務違反（運輸規則第24条第5項）、
(3)点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条第5項）、(4)運転者に対
する指導監督違反（運輸規則第38条第1項）

0 0

貸切バス 2022 3 7
株式会社荒河観光（法人
番号1190001004039)
代表者小林真輝

三重県亀山市菅内町
1450番地

亀山営業所
三重県亀山市菅
内町字南野1450
番地

文書警告(処分日車数
10日車のため､一般貸
切旅客自動車運送事
業者に対する行政処
分等の基準3.(6)によ
る)

旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第5
項

令和3年12月1日、監査方針に基づき、監査を実施。3件の違反が認めら
れた。(1)健康診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第5項)､
(2)点呼の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5
項)､(3)乗務員台帳の記載事項等不備(旅客自動車運送事業運輸規則第37
条第1項)

23 1

貨物 2022 3 8

有限会社海星運送秋田
（法人番号
6410002004910） 代
表者北條廣美

秋田県秋田市飯島字穀
丁大谷地1番地18

本社営業所
秋田県秋田市飯
島字穀丁大谷地1
番地18

輸送施設の使用停止
（20日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、第
17条第1項第2号、
法第17条第4項、法
第60条第1項

令和3年7月13日及び14日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として
監査を実施した結果、6件の違反が認められた｡（1）乗務時間等の基準
の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第3
条第4項）、（2）整備管理者の研修受講義務違反（安全規則第3条の
4）、（3）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第3項）、（4）運行指
示書の記載事項義務違反（安全規則第9条の3第2項）、（5）運転者に
対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）、（6）報告義務違
反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

2 2

貨物 2022 3 8

株式会社新潟イタヤ物流
倉庫（法人番号
2110001029182）代表
者梨本武司

新潟県三条市須頃3丁目
181番

本社営業所
新潟県三条市須
頃3丁目181番地

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第1項

令和3年9月7日、監査実施。1件の違反が認められた。（1）乗務時間等
告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）

0 0

貨物 2022 3 8

株式会社ケー・アールラ
イン（法人番号
7021001038269） 代
表者小池康一

神奈川県平塚市広川７
７５－１

本社
神奈川県平塚市
広川７７５－１

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和2年12月3日、同年
12月18日、令和3年4月21日及び同年6月25日、監査を実施。10件の違
反が認められた。（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第3条第4項）（２）乗務時間等告示なお書きの遵守
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）（３）疾病のお
それのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）
（４）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条）（５）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第8条第1項）（６）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第9条）（７）運転者に対する指導監督違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）（８）高齢運転者に対する指
導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）（９）高
齢運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第2項）（１０）事業計画事前届出違反（貨物自動車運送
事業法第9条第3項）

6 6

貨物 2022 3 8

株式会社バンテックセン
トラル（法人番号
5020001029429） 代
表者髙田裕孝

神奈川県横浜市西区み
なとみらい３－６－１

厚木
神奈川県愛甲郡
愛川町中津字桜
台４００９－３

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

死亡事故を引き起こしたことを端緒として、令和3年12月9日、監査を
実施。1件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督の記録
の記載事項不備（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2022 3 8
島津急送株式会社（法人
番号8080101004389)
代表者中村誠

静岡県御殿場市竈字ｸﾉ
木原517-83

本社営業所
静岡県御殿場市
竈字ｸﾉ木原517-
83

輸送施設の使用停止
(30日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和3年10月25日､重傷事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡4件の違反が認められた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運
送事業法施行規則第2条第1項第4号)､(2)点呼の実施義務違反(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録記載事項
不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(4)運転者に対する
指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)

3 3

貨物 2022 3 8

有限会社福本自動車工業
(法人番号
1250002003388） 代
表者福本昇

山口県防府市大字新田
914番地の4

本社営業所
山口県防府市大
字新田914番地の
4

事業停止（30日
間）、輸送の安全確
保命令及び文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第4項、法第18
条第1項及び同条第3
項

令和2年12月8日、情報提供を端緒として監査を実施。4件の違反が認め
られた。(1)点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
（以下「安全規則」）第7条第1項及び第2項、(2)運転者台帳の記載事
項義務違反（安全規則第9条の5第1項）、(3)運行管理者の選任義務違
反（安全規則第18条第1項）、(4)運行管理者の解任届出義務違反（安
全規則第19条）

30 30

タクシー 2022 3 8

坂本自動車株式会社（法
人番号
1010501004596） 代
表者宮下敦之

東京都台東区日本堤２
－３６－１０

本社営業所
東京都台東区日
本堤２－３６－
１０

輸送施設の使用停止
（60日車）

道路運送車両法第58
条第1項

令和3年9月22日、無車検運行があった旨の情報を端緒として監査を実
施。1件の違反が認められた。(1)無車検運行(道路運送車両法第58条第
1項)

6 6

タクシー 2022 3 8 尾倉洋一 神奈川県横浜市 個人 神奈川県横浜市
輸送施設の使用停止
（60日車）

ﾀｸｼｰ業務適正化特別
措置法第37条第8項

ﾀｸｼｰ業務適正化特別措置法第37条第3項の規定による適正化事業実施機
関（一般財団法人神奈川タクシーセンター）に対し、負担金を納付す
る義務があるにもかかわらず、令和2年度の負担金を納付せず、令和3
年7月26日付け関自旅二第827号による負担金納付命令（納付期限令和3
年8月25日）に従わなかったこと。(1)負担金納付命令違反(ﾀｸｼｰ業務適
正化特別措置法第37条第8項)

6 6



タクシー 2022 3 8

ダイヤ交通株式会社西
(法人番号
6120001026522)代表者
山田正弘

大阪府大阪市此花区春
日出中1丁目23番16号

本社
大阪府大阪市此
花区春日出中1丁
目23番16号

輸送施設の使用停止
(10日車)

道路運送法(以下｢
法｣)第23条第3項

令和3年10月1日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。2件の違反
が認められた。(1)運行管理者の選任解任届出違反【選任又は解任の届
出に係るもの】(法第23条第3項)、(2)｢旅客自動車運送事業者が事業用
自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針｣による運転者に対す
る指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

6 1

貸切バス 2022 3 8

株式会社オリエンタル観
光（法人番号：
5020001070647） 代
表者 長谷川 輝明

神奈川県川崎市幸区小
倉3-4-35

本社営業所
神奈川県川崎市
幸区小倉3-4-35

処分日車数30日車の
ため、一般貸切旅客
自動車運送事業者に
対する行政処分等の
基準3.(6)により文書
警告

道路運送法第15条第
1項

令和3年12月14日及び令和4年1月11日、定期的な監査を実施。3件の違
反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(道路運送法(以下｢運送
法｣)第15条第1項)､(2)点呼の実施等義務違反(旅客自動車運送事業運輸
規則第24条)､(3)事故の未届出(運送法第29条)

3 3

貸切バス 2022 3 8

イエスマップ株式会社
(法人番号
6120101029730)代表者
田嶋輝彦

大阪府堺市堺区鉄砲町
20番地12

本店
大阪府堺市西区
草部1745番地

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年1月21日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。｢旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項の規定に基
づき、事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準｣の遵
守違反(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項)

16 0

貨物 2022 3 9
田地川運送株式会社（法
人番号3080401016345)
代表者西本鉄矢

静岡県磐田市海老島38 本社営業所
静岡県磐田市海
老島38-3

輸送施設の使用停止
(10日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和3年11月8日､重傷事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡2件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)運転者に対する指導監督義
務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)

1 1

貨物 2022 3 9

株式会社ライス・ロード
（法人番号
1190001001218) 代表
者行方洋昭

三重県津市庄田町1957
番地

津営業所
三重県津市庄田
町1957

輸送施設の使用停止
(20日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和3年10月13日､監査方針に基づき､監査を実施｡4件の違反が認められ
た｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第4項)､(2)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第9条の5第1項)､(3)運転者に対する指導監督義務違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(4)特定の運転者に対する指
導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)

2 2

貨物 2022 3 9
株式会社ムロオ(法人番
号6240001026634）
代表者山下俊一郎

広島県呉市中央1丁目6-
9

呉支店

広島県東広島市
黒瀬町大字乃美
尾字西市ノ堂
672-1

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和4年3月1日、情報提供を端緒として監査を実施。1件の違反が認め
られた。運転者に対する指導監督義務違反（駐停車違反、放置駐車違
反その他の道路交通法の違反行為に係るもの）（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第1項）

1 0

貨物 2022 3 9

アート引越センター株式
会社(法人番号
8122001015081） 代
表者寺田政登

大阪府大阪市中央区城
見1丁目2番27号

広島南支店
広島県広島市南
区東雲2丁目1番
26号

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和4年3月3日、情報提供を端緒として監査を実施。1件の違反が認め
られた。運転者に対する指導監督義務違反（駐停車違反、放置駐車違
反その他の道路交通法の違反行為に係るもの）（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第1項）

0 0

タクシー 2022 3 9
汐見交通株式会社（法人
番号7370001013908）
代表者鈴木中庸

宮城県仙台市宮城野区
鶴巻1丁目3番27号

本社営業所
宮城県仙台市宮
城野区鶴巻一丁
目1003番1

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年3月9日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実施した結
果、1件の違反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

タクシー 2022 3 9

仙台中央タクシー株式会
社（法人番号
8370001006646） 代
表者神田博志

宮城県仙台市宮城野区
扇町5丁目5番20号

泉営業所
宮城県仙台市泉
区西田中字松下
10番1、9番7

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年3月9日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実施した結
果、1件の違反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

タクシー 2022 3 9

株式会社日の出タクシー
(法人番号
4240001009863） 代
表者山本修司

広島県広島市中区舟入
町5番5号

本社営業所
広島県広島市中
区舟入町5番5号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年2月28日、情報提供を端緒として監査を実施。1件の違反が認め
られた。運転者に対する指導監督義務違反（駐停車違反、放置駐車違
反その他の道路交通法の違反行為に係るもの）（旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1項）

0 0

タクシー 2022 3 9

広島近鉄タクシー株式会
社(法人番号
3240001009237） 代
表者寳迫啓之

広島県広島市南区皆実
町2丁目7番地19号

本社営業所
広島県広島市南
区皆実町2丁目7
番地19号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年2月28日、情報提供を端緒として監査を実施。1件の違反が認め
られた。運転者に対する指導監督義務違反（駐停車違反、放置駐車違
反その他の道路交通法の違反行為に係るもの）（旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1項）

1 0

タクシー 2022 3 9

株式会社新安佐南交通
(法人番号
6240001019150） 代
表者西山昭彦

広島県広島市安佐南区
八木6丁目2番66号

本社営業所
広島県広島市安
佐南区八木6丁目
2番66号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年2月28日、情報提供を端緒として監査を実施。1件の違反が認め
られた。運転者に対する指導監督義務違反（駐停車違反、放置駐車違
反その他の道路交通法の違反行為に係るもの）（旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1項）

0 0

タクシー 2022 3 9
株式会社繁高運送(法人
番号5240001017956）
代表者繁高英忠

広島県広島市中区江波
本町4-17

本社営業所
広島県広島市中
区江波本町4-17

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年2月28日、情報提供を端緒として監査を実施。1件の違反が認め
られた。運転者に対する指導監督義務違反（駐停車違反、放置駐車違
反その他の道路交通法の違反行為に係るもの）（旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1項）

0 0

タクシー 2022 3 9

有限会社ラッキー交通
(法人番号
4240002025430） 代
表者小藤將仁

広島県広島市佐伯区五
月が丘5丁目19番7号

本社
広島県広島市佐
伯区五月が丘5丁
目19番7号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年2月28日、情報提供を端緒として監査を実施。1件の違反が認め
られた。運転者に対する指導監督義務違反（駐停車違反、放置駐車違
反その他の道路交通法の違反行為に係るもの）（旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1項）

0 0

タクシー 2022 3 9

株式会社城北タクシー
(法人番号
6240001004945） 代
表者信原弘

広島県広島市安佐南区
長束西1丁目1番48号

本社営業所
広島県広島市安
佐南区長束西1丁
目1-48

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年3月4日、情報提供を端緒として監査を実施。1件の違反が認め
られた。運転者に対する指導監督義務違反（駐停車違反、放置駐車違
反その他の道路交通法の違反行為に係るもの）（旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1項）

0 0

タクシー 2022 3 9

株式会社宝塚かもめタク
シー(法人番号
4240002004129） 代
表者信原弘

広島県広島市東区山根
町32番15番

本社営業所
広島県広島市東
区山根町32-15

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年3月2日、情報提供を端緒として監査を実施。1件の違反が認め
られた。運転者に対する指導監督義務違反（駐停車違反、放置駐車違
反その他の道路交通法の違反行為に係るもの）（旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1項）

0 0

タクシー 2022 3 9

有限会社馬木タクシー
(法人番号
5240002025421） 代
表者中須賀美香子

広島県広島市東区馬木4
丁目1433-3

福田営業所
広島県広島市東
区福田1丁目747-
2

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年3月2日、情報提供を端緒として監査を実施。1件の違反が認め
られた。運転者に対する指導監督義務違反（駐停車違反、放置駐車違
反その他の道路交通法の違反行為に係るもの）（旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1項）

0 0

タクシー 2022 3 9

株式会社三矢タクシー
(法人番号
9240001041275） 代
表者松田智成

広島県広島市中区江波
東1丁目12番16-3号

本社営業所
広島県広島市中
区南吉島2丁目2-
15

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年3月1日、情報提供を端緒として監査を実施。1件の違反が認め
られた。運転者に対する指導監督義務違反（駐停車違反、放置駐車違
反その他の道路交通法の違反行為に係るもの）（旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1項）

0 0

タクシー 2022 3 9

株式会社江田島タクシー
(法人番号
4240001027106） 代
表者川口敏広

広島県江田島市江田島
町小用1丁目3番地7号

本社営業所
広島県江田島市
江田島町小用1丁
目3-7

事業停止（7日間）、
輸送施設の使用停止
（60日車）及び文書
警告

道路運送法（以下
「法」）第15条第1
項及び法第27条第3
項

令和3年6月21日及び同年10月4日、救護義務違反があったことを端緒と
して監査を実施。11件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違
反（車庫）（法15条第1項）、(2)疾病・疲労等のおそれのある乗務禁
止違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第21条第5
項）、(3)点呼の実施義務違反（運輸規則第24条第1項及び第2項）、(4)
点呼の記録義務違反（運輸規則第24条第5項）、(5)点呼の記録事項義
務違反（運輸規則第24条第5項）、(6)乗務等の記録事項義務違反（運
輸規則第25条第3項及び第4項）、(7)乗務員台帳の記載事項義務違反
（運輸規則第37条第1項）、(8)運転者に対する指導監督義務違反（運
輸規則第38条第1項）、(9)運転者に対する指導監督の記録事項義務違
反（運輸規則第第38条第1項）、(10)特定の運転者に対する特別な指導
義務違反（運輸規則第38条第2項）、(11)特定の運転者に対する適性診
断受診義務違反（運輸規則第38条第2項）

6 6

貸切バス 2022 3 9

有限会社南九州交通観光
（法人番号
5340002014950） 代表
者馬込隆一

鹿児島県姶良郡湧水町
米永775-1

本社営業所
鹿児島県姶良郡
湧水町米永775-1

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年2月2日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)運送引受書の
記載事項不備違反（旅客自動車運送事業運輸規則第7条の2第1項）

10 10



貨物 2022 3 10
有限会社和創（法人番号
9380002029306） 代
表者長岡和子

福島県南相馬市原町区
小川町50番地の2

支店
福島県南相馬市
鹿島区大内字舘
下69

輸送施設の使用停止
（10日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第4項

令和3年6月8日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、3件の違
反が認められた｡（1）疾病･疲労等のおそれのある乗務（貨物自動車運
送事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第3条第6項）、（2）運行記録
計による記録義務違反（安全規則第9条）、（3）高齢運転者に対する
指導監督義務違反（安全規則第10条第2項）

1 1

貨物 2022 3 10

シンセイプロロジスティ
クス株式会社（法人番号
3380001026004） 代
表者円谷幸弘

福島県石川郡石川町字
大橋2番地10

本社営業所
福島県石川郡石
川町大字中野字
福貴田1番地1

輸送施設の使用停止
（50日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項1号、法第
17条第4項

令和3年7月26日及び8月23日、死亡事故を引き起こしたことを端緒とし
て監査を実施した結果、7件の違反が認められた｡（1）乗務時間等の基
準の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）
第3条第4項）、（2）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項、第2
項、第3項）、（3）点呼の記録事項義務違反【記載事項の不備】（安
全規則第7条第5項）、（4）乗務等の記録義務違反（安全規則第8
条）、（5）運行指示書の作成義務違反（安全規則第9条の3第1項）、
（6）運行指示書の記載事項義務違反【記載事項の不備】（安全規則第
9条の3第1項）、（7）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第
10条第1項）

5 5

貨物 2022 3 10
株式会社北川（法人番号
7170001006213）代表
者入口宗也

和歌山県和歌山市内原
981番地の28

松原
大阪府松原市岡6
丁目3番6号

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(駐
停車違反)が過去1年以内に3件に達した。（1）運転者の指導監督義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2022 3 10

アート引越センター株式
会社（法人番号
8122001015081）代表
者寺田政登

大阪府大阪市中央区城
見1丁目2番27号

堺支店
大阪府堺市北区
長曽根町1206-1

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(駐
停車違反)が過去1年以内に3件に達した。（1）運転者の指導監督義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2022 3 10
信和運輸株式会社（法人
番号2470001010841）
代表者櫛部則繁

香川県三豊市高瀬町上
高瀬1574-1

高瀬営業所
香川県三豊市高
瀬町大字上高瀬
字竹田1573

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和4年3月2日、異常気象時の措置義務違反の疑いにより監査を実施し
たところ、1件の違反が確認された。(1)異常気象時等における輸送の安
全を確保するための措置が不適切だったこと（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第11条）

0 0

貸切バス 2022 3 10
三球観光株式会社(法人
番号2240001023016)代
表者 坂井田勝利

広島県東広島市西条町
寺家6480番地の2

大阪営業所
大阪府泉佐野市
松原2－5－58

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年1月24日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。3件の違反
が認められた。(1)｢旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項の規定に
基づき、事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準｣の
遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第21条第1
項)、(2)乗務等の記録義務違反【記録事項の不備】(運輸規則第25条第1
項、第2項、第4項)、(3)｢旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転
者に対して行う指導及び監督の指針｣による運転者に対する指導監督義
務違反(運輸規則第38条第1項)

14 0

貨物 2022 3 11
太冷運輸企業組合（法人
番号8420005003452）
代表者田中政之

青森県八戸市大字白銀
町字昭和町12番地2

本社営業所
青森県八戸市大
字白銀町字昭和
町12番地2

輸送施設の使用停止
（160日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第8
条第1項、法第17条
第1項第1号、法第
17条第1項第2号、
法第17条第4項

令和3年1月22日及び12月15日、監査方針を端緒として監査を実施した
結果、16件の違反が認められた｡（1）自動車車庫の位置及び収容能力
違反（貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号）、（2）乗務
時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下｢安
全規則｣）第3条第4項）、（3）整備管理者の研修受講義務違反（安全
規則第3条の2及び道路運送車両法第48条）、（4）点呼の実施義務違反
（安全規則第7条第1項、第2項、第3項）、（5）点呼の実施義務違反
【一部実施不適切】（安全規則第7条第1項、第2項）、（6）点呼の記
録保存義務違反【記載事項の不備】（安全規則第7条第5項）、（7）点
呼の記録義務違反【不実記載】（安全規則第7条第5項）、（8）乗務等
の記録義務違反（安全規則第8条）、（9）運行記録計による記録義務
違反（安全規則第9条）（10）運行指示書の携行義務違反（安全規則第
9条の3第1項）（11）運転者台帳の作成義務違反（安全規則第9条の5第
1項）（12）運転者台帳の作成義務違反【記載事項の不備（安全規則第
9条の5第1項）（13）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10
条第1項）（14）運転者に対する指導監督の記録違反（安全規則第10条
第1項）（15）初任運転者及び高齢運転者に対する指導監督義務違反
（安全規則第10条第2項）（16）初任運転者及び高齢運転者に対する適
性診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）

16 16

貨物 2022 3 11

株式会社ミヨシサービス
（法人番号
3140001054953）代表
者三好修一

兵庫県尼崎市大庄西町3
丁目22-9

本社
兵庫県尼崎市大
庄西町3丁目22-9

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和3年10月28日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。7件の違
反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者
の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）整備管理者
の研修受講義務違反【研修未受講】（安全規則第3条の4）、（3）点呼
の実施違反【未実施】（安全規則第7条第1項～第3項）、（4）点呼の
記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、（5）乗務等
の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第8条）、（6）「貨物自
動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の
指針」による運転者に対する指導及び監督違反【一部不適切】（安全
規則第10条第1項）、（7）運行管理者の講習受講義務違反（安全規則
第23条第1項）

4 4

貨物 2022 3 11

フクワ物流株式会社（法
人番号
2330001010921）代表
者亀井健留

熊本県上益城郡益城町
古閑字崎久保127

城南物流セ
ンター

熊本県熊本市南
区城南町藤山
855-26

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第４項

令和4年2月16日、監査実施。2件の違反が認められた。(1)運転者台帳
の記載事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規
則」)第9条の5第1項)、(2)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10
条第1項)

0 0

タクシー 2022 3 11 大石浩三 京都府京都市   京都府京都市
輸送施設の使用停止
(20日車)

道路運送法第27条第
3項

令和3年12月13日、法令違反の疑いを端緒として調査を実施。1件の違
反が認められた。｢旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運行により
生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するために
講じておくべき措置の基準を定める告示｣による損害賠償責任保険(共
済)締結義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第19条の2)

2 2

貨物 2022 3 14

有限会社谷口砂利店（法
人番号
6330002021039）代表
者木村玲子

熊本県玉名市大倉1456-
1

本社営業所
熊本県玉名市大
倉字深迫1460

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

令和3年12月16日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)過積載運送
(貨物自動車運送事業法第17条第3項)

1 1

貨物 2022 3 15

ＮＸトランスポート株式
会社（法人番号
8013301009305） 代
表者内海史夫

東京都千代田区神田和
泉町２

足立支店

東京都足立区入
谷６－１－１
日本自動車ター
ミナル足立事業
所８号棟、７号
棟

輸送施設の使用停止
（120日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の2

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和3年11月15日、監査
を実施。1件の違反が認められた。（１）無車検運行（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第58条第1項）

12 12



貨物 2022 3 15
有限会社仲川運送（法人
番号1050002027358）
代表者仲川栄一

茨城県神栖市大野原５
－３－６３

本社
茨城県神栖市大
野原５－３－６
３

輸送施設の使用停止
（255日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の2

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和3年7月29日、同年8
月31日及び同年9月30日、監査を実施。11件の違反が認められた。
（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第3条第4項）、（２）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第6項）、（３）点呼の実施義務違反等（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条）、（４）乗務等の記録事項違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（５）運転者に対する指
導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）（６）
初任運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第10条第2項）（７）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条の2）（８）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第23条第1項）（９）事業計画の変更認可違
反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）（１０）報告義務違反（貨物
自動車運送事業報告規則第2条）（１１）自動車に関する表示義務違反
（道路運送法第95条）

26 26

貨物 2022 3 15
小俣運送有限会社（法人
番号1011702002604）
代表者小俣栄一

東京都江戸川区上一色
３－６－１３

本社
東京都江戸川区
上一色３－６－
１３

輸送施設の使用停止
（75日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の2

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和3年6月24日及び同
年10月19日、監査を実施。6件の違反が認められた。（１）疾病のおそ
れのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、
（２）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第1項）、（３）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第3条の2）、（４）整備管理者の研修受講義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4）、（５）運行管理者の
講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項）、
（６）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2条の2）

8 8

貨物 2022 3 15
株式会社ケーシン（法人
番号8020001070842）
代表者原裕次

神奈川県川崎市幸区戸
手本町１－１３４－５

海老名
神奈川県海老名
市社家３－２０
－４７

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和3年11
月17日、監査を実施。2件の違反が認められた。（１）疾病のおそれの
ある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）（２）運転
者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条
第1項）

0 0

貨物 2022 3 15 初野正良
京都府亀岡市下矢田町2
丁目20番6

本社
京都府亀岡市旅
籠町68番33

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

令和3年12月6日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。1件の違
反が認められた。（1）過積載運送の引受け、指示等【過積載による運
送の引受け】（貨物自動車運送事業法第17条第3項）

1 1

貨物 2022 3 15

だるま運輸株式会社（法
人番号
4120001152799）代表
者河村敏之

大阪府交野市私部7丁目
2141番地1

本社
大阪府交野市私
部7-2141-1

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和4年2月9日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。1件の違
反が認められた。（1）点呼の記録違反【記載事項等の不備】（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）

10 10

貸切バス 2022 3 15

株式会社河口湖中央交通
（法人番号：
3090001010788） 代
表者 山田 貴之

山梨県南都留郡富士河
口湖町大石2123-16

本社営業所
山梨県南都留郡
富士河口湖町大
石2412

輸送施設の使用停止
（110日車）

道路運送法第9条の2
第1項

令和3年6月22日及び令和3年7月15日、定期的な監査を実施。5件の違
反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2第
1項)､(2)運行管理者の選任違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運
輸規則｣)第47条の9第1項)､(3)運行管理者の解任届出違反(運輸規則第68
条)､(4)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)､(5)
整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条)

11 11

貨物 2022 3 16

株式会社アルファライン
（法人番号
2120901034231) 代表
者小山宏尚

大阪府茨木市横江1丁目
21番1号

名古屋営業
所

愛知県小牧市大
字西之島字粟戸
2097番地1

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

令和4年2月9日､重傷事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡1件の違反が認められた｡(1)運転者に対する指導監督義務違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)

0 0

貨物 2022 3 16

パシフィックリレー株式
会社（法人番号
5180001097030) 代表
者村山司行

愛知県弥富市操出三丁
目21

本社営業所
愛知県弥富市操
出三丁目21､22

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和4年1月5日､死亡事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡7件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)点呼の実施義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(3)点呼の実施不適切
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(4)点呼の記
録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)点呼の記
録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(6)事故
の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の2)､(7)運
転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10
条第1項)

0 0

貨物 2022 3 16

株式会社アヴァック（法
人番号
8120901021356）代表
者今本亜紀子

大阪府箕面市船場東一
丁目12番40号

竜王
滋賀県近江八幡
市堀上町189-6
（2階201号）

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和3年11月4日及び同年11月10日、労働局からの通報を端緒に監査を
実施。6件の違反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用
自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、
（2）疾病、疲労等のおそれのある乗務（安全規則第3条第6項）、
（3）点呼の実施違反【未実施】（安全規則第7条第1項～第3項）、
（4）点呼の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、
（5）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指
導及び監督の指針」による運転者に対する特別な指導及び運転適性診
断受診義務違反【運転適性診断の受診状況】（安全規則第10条第2
項）、（6）自動車事故報告規則に規定する事故の届出違反【未届出】
（貨物自動車運送事業法第24条）

2 2

貨物 2022 3 16
有限会社荒川運送（法人
番号5160002006082）
代表者荒川寿史

滋賀県甲賀市水口町宇
川1408-1

本社
滋賀県甲賀市水
口町宇川1408-1

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和3年11月9日、公安委員会からの通知を端緒に監査を実施。6件の違
反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者
の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）（3）点呼
の実施違反【未実施】【不適切】（安全規則第7条第1項～第3項）、
（4）点呼の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、
（5）運転者台帳【記載事項等の不備】（安全規則第9条の5第1項）、
（6）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指
導及び監督の指針」による運転者に対する指導及び監督違反【一部不
適切】（安全規則第10条第1項）

1 1

貨物 2022 3 16
株式会社アーク（法人番
号4120001133361）代
表者升田芳和

大阪府大阪市東住吉区
今林2-5-7

本社
大阪府大阪市東
住吉区今林2丁目
5番7号

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和4年2月15日、死亡事故を引き起こしたことを端緒に監査を実施。1
件の違反が認められた。（1）乗務等の記録違反【記載事項等の不備】
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条）

0 0

貨物 2022 3 16

ミヤカワ運輸株式会社
（法人番号
3350001014878） 代
表者宮川宏紀

宮崎県日南市大字吉野
方10545-17

本社営業所
宮崎県日南市大
字吉野方10545-
17

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

令和4年1月18日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)過積載運送
(貨物自動車運送事業法第17条第3項)

2 2

貨物 2022 3 16

みやき運送有限会社（法
人番号
8300002009241）代表
者橋本亮

佐賀県鳥栖市曽根崎町
1598-1

本社営業所
佐賀県鳥栖市曽
根崎町1598-1

輸送施設の使用停止
（50日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第4項

令和3年11月16日、監査実施。9件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規
則」)第3条第4項)、(2)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5
項)、(3)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(4)運転者台帳の
記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(5)運転者に対する指導監
督違反(安全規則第10条第1項)、(6)運転者に対する指導監督の記録事項
義務違反(安全規則第10条第1項)、(7)特定運転者に対する特別な指導監
督違反(安全規則第10条第2項)、(8)特定運転者に対する適性診断受診義
務違反(安全規則第10条第2項)、(9)運行管理者の講習受講義務違反(安
全規則第23条第1項)

5 5



タクシー 2022 3 16

多度タクシー有限会社
（法人番号
3190002024348) 代表
者佐々木祐補

三重県三重郡菰野町杉
谷2364-2

本社営業所
三重県三重郡菰
野町杉谷2364番
地の2

輸送施設の使用停止
(53日車)

道路運送法第13条

令和3年11月2日、監査方針に基づき、監査を実施。3件の違反が認めら
れた。(1)運送引受義務違反(道路運送法第13条)､(2)健康診断未受診(旅
客自動車運送事業運輸規則第21条第5項)､(3)運行管理者に対する指導監
督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第48条の3)

11 6

タクシー 2022 3 16

日ノ丸ハイヤー株式会社
(法人番号
4270001000654） 代
表者岡周一

鳥取県鳥取市古海601-8 鳥取営業所
鳥取県鳥取市古
海602番地4

輸送施設の使用停止
（30日車）及び文書
警告

道路運送法第27条第
3項

令和3年6月17日及び同年8月4日、死亡事故を端緒として監査を実施。6
件の違反が認められた。(1)点呼の記録事項義務違反（旅客自動車運送
事業運輸規則（以下「運輸規則」）第24条第5項）、(2)乗務等の記録
事項義務違反（運輸規則第25条第3項）、(3)乗務員台帳の記載事項義
務違反（運輸規則第37条第1項）、(4)運転者に対する指導監督義務違
反（運輸規則第38条第1項）、(5)特定の運転者に対する特別な指導義
務違反（運輸規則第38条第2項）、(6)特定の運転者に対する適性診断
受診義務違反（運輸規則第38条第2項）

3 3

貸切バス 2022 3 16
みやび有限会社（法人番
号8080102008694) 代
表者石嶋玲子

静岡県伊豆市熊坂362番
地1号

本社営業所
静岡県伊豆市熊
坂362番地1号

文書警告(処分日車数
50日車のため､一般貸
切旅客自動車運送事
業者に対する行政処
分等の基準3.(6)によ
る)

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第2
項

令和3年12月16日、監査方針に基づき、監査を実施。3件の違反が認め
られた。(1)特定の運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事
業運輸規則第38条第2項)､(2)特定の運転者に対する運転適性診断未受診
(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)､(3)一般講習受講義務違反
(旅客自動車運送事業運輸規則第48条の4第1項)

5 5

貸切バス 2022 3 16
株式会社Good One(法人
番号2160001020491)代
表者 橋本真奈美

滋賀県東近江市五個荘
竜田町661番地2

本社
滋賀県東近江市
五個荘竜田町661
番地2

輸送施設の使用停止
(160日車)

道路運送法(以下｢
法｣）第9条の2第1項

令和3年10月18日及び同年10月27日、新規許可を端緒として監査を実
施。9件の違反が認められた。(1)運賃料金事前届出、運賃料金変更事前
届出違反(法第9条の2第1項)、(2)運送引受書の交付義務違反【未交付】
(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第7条の2第1項)、(3)運
送引受書の交付義務違反【記載事項の不備】(運輸規則第7条の2第1
項)、(4)点呼の記録義務違反【記載事項の不備】(運輸規則第24条第5
項)、(5)乗務等の記録義務違反【記録事項の不備】(運輸規則第25条第1
項、第2項、第4項)、(6)運行記録計による記録義務違反【記録なし又は
記録の保存なし】(運輸規則第26条第1項)、(7)運行指示書の作成等義務
違反【記載事項等の不備】(運輸規則第28条の2第1項)、(8)乗務員台帳
の作成、備付け義務違反【記載事項等の不備】(運輸規則第37条第1
項)、(9)運行管理者の講習(一般講習)受講義務違反(運輸規則第48条の4
第1項)

16 16

貸切バス 2022 3 16

播磨乃国観光バス株式会
社（法人番号
6140001038474） 代
表者巴悠介

兵庫県たつの市龍野町
富永360番地1

本社
兵庫県たつの市
龍野町富永360－
1

文書警告(処分日車数
10日車のため、一般
貸切旅客自動車運送
事業者に対する行政
処分等の基準3.(6)に
よる)

道路運送法第27条第
3項

令和4年2月3日、法令違反の疑いを端緒として監査実施。3件の違反が
認められた。(1)運送引受書の交付義務違反【記載事項の不備】(旅客自
動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第7条の2第1項)、(2)点検整備
関係義務違反【定期点検整備等の未実施(道路運送車両法第48条)】(運
輸規則第45条)、(3)運行管理者の講習(一般講習)受講義務違反(運輸規
則第48条の4第1項)

1 1

貸切バス 2022 3 16

兵庫中央バス株式会社
(法人番号
2140001075827) 代表
者宇高昌利

兵庫県多可郡多可町八
千代区仕出原438番地1
号

本社

兵庫県多可郡多
可町八千代区仕
出原字ノテノ下
438-1、2、437-1

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年1月25日、法令違反の疑いを端緒として監査実施。2件の違反が
認められた。(1)運送引受書の交付義務違反【記載事項の不備】(旅客自
動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第7条の2第1項)、(2)運行
指示書の作成等義務違反【記載事項等の不備】(運輸規則第28条の2第1
項)

0 0

貨物 2022 3 17

株式会社YKライン（法
人番号
8120901031735）代表
者國友洋平

大阪府高槻市唐崎北3丁
目19番4号

奈良
奈良県大和郡山
市馬司町94番1

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和3年8月6日、同年11月17日及び同年11月26日、関係機関からの情
報を端緒に監査を実施。7件の違反が認められた。（1）「貨物自動車
運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基
準」の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）、（2）疾病、疲労等のおそれのある乗務（安全規
則第3条第6項）、（3）点呼の実施違反【未実施】（安全規則第7条第1
項～第3項）、（4）（5）点呼の記録違反【記録】【記載事項等の不
備】（安全規則第7条第5項）、（6）運行管理者の講習受講義務違反
（安全規則第23条第1項）、（7）運行管理者補助者の要件違反（安全
規則第18条第3項）

4 4

貨物 2022 3 17
合同運送有限会社（法人
番号3170002008757）
代表者高野元伸

和歌山県田辺市秋津町
733-1

本店
和歌山県田辺市
秋津町字上新田
733-1

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

令和3年12月17日、前回行政処分の違反項目の改善が見受けられなかっ
たことを端緒に監査を実施。3件の違反が認められた。（1）事業計画
変更認可違反【貨物自動車利用運送を行うか否かの違反】（貨物自動
車運送事業法施行規則(以下「施行規則」)第2条第1項第7号）、（2）
事業計画変更事前届出違反【各営業所に配置する事業用自動車の種別
ごとの数違反】（施行規則第6条第1項第1号）、（3）「貨物自動車運
送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」
による運転者に対する指導及び監督違反【大部分不適切】（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

5 4

貨物 2022 3 17
有限会社福満運輸（法人
番号6340002008241）
代表者福満謙一

鹿児島県鹿児島市七ツ
島1-1-23

福岡営業所
福岡県糟屋郡久
山町大字久原
2904-2

輸送施設の使用停止
（10日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第4項

令和3年11月30日、監査実施。4件の違反が認められた。(1)必要な員数
の運転者の確保違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規
則」)第3条第1項)､(2)乗務時間等の基準の遵守違反(安全規則第3条第4
項)、(3)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)､(4)運行指示書の記
載事項義務違反(安全規則第9条の3第1項)

1 1

貸切バス 2022 3 17

三田観光バス株式会社
(法人番号
1140001066406) 代表
者松原正武

兵庫県三田市中町17番
地3号

本社
兵庫県三田市中
町17番地4号

文書警告(処分日車数
15日車のため、一般
貸切旅客自動車運送
事業者に対する行政
処分等の基準3(6)に
よる)

道路運送法第27条第
3項

令和4年2月16日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。2件の違反
が認められた。(1)運送引受書の交付義務違反【記載事項の不備】(旅客
自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第7条の2第1項)、(2)点検整
備関係義務違反【定期点検整備等の未実施(道路運送車両法第48条)】
(運輸規則第45条)

2 2

貸切バス 2022 3 17
千里山バス株式会社(法
人番号1120901007106)
代表者石川収

大阪府摂津市東別府3丁
目8番32号

本社営業所
大阪府摂津市東
別府3丁目8番32
号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年2月10日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。2件の違反
が認められた。(1)運送引受書の交付義務違反【記載事項の不備】(旅客
自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第7条の2第1項)、(2)｢旅客自
動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の
指針｣による運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)

3 0

貨物 2022 3 18
有限会社大輪輸送（法人
番号3180002033787)
代表者川口明広

愛知県名古屋市中川区
春田四丁目123

名古屋共配
センター

愛知県海部郡飛
島村大宝四丁目
68

輸送施設の使用停止
(90日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和3年7月29日､死亡事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡5件の違反が認められた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運
送事業法施行規則第2条第1項第4号)､(2)整備管理者の研修受講義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4)､(3)点呼の記録不実記載
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(4)運転者に対する指導
監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(5)運転
者に対する指導監督記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第10条第1項)

9 9



貨物 2022 3 18
丸亀運輸株式会社（法人
番号2190001010515)
代表者竹上郁子

三重県松阪市上川町字
どんど2739-36

本社営業所
三重県松阪市上
川町字どんど
2739-36

輸送施設の使用停止
(60日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和3年7月20日及び令和3年7月26日､監査方針に基づき､監査を実施｡
13件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)点呼の実施義務違反(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(3)点呼の実施不適切
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(4)点呼の記
録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)点呼の記
録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(6)乗務
等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(7)運
行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第
1項)､(8)運転者台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第9条の5第1項)､(9)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条の5第1項)､(10)運転者に対する指導監督義務違反(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(11)運転者に対する指導
監督記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(12)
特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第10条第2項)､(13)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第10条第2項)

6 6

乗合バス 2022 3 18

ジェイアールバス東北株
式会社（法人番号
9370001008360） 代
表者小塙隆一

宮城県仙台市青葉区五
橋1丁目1番1号

仙台支店

宮城県仙台市宮
城野区宮城野2丁
目101番地1号、
101番地2号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年3月1日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、1件の違
反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反（旅客自動車
運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

貨物 2022 3 22

株式会社エスエスケイロ
ジックス（法人番号３４
３０００１０２７０３
８） 代表者佐々木勝陽

北海道札幌市白石区菊
水４条２丁目１番６号

本社営業所
北海道札幌市白
石区菊水４条２
丁目１番６号

輸送施設の使用停止
（２０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項第１
号、法第１７条第４
項

令和３年１０月７日、第一当事者と推定される死亡事故を引き起こし
たことを端緒として監査を実施。２件の違反が認められた。（１）乗
務時間等の基準の遵守義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
（以下「安全規則」）第３条第４項）、（２）運転者に対する指導監
督義務違反（安全規則第１０条第１項）

2 2

貨物 2022 3 22

有限会社小田嶋商事（法
人番号７４６０１０２０
０３９２２） 代表者小
田嶋喜則

北海道帯広市西２５条
南１丁目１２－２１

本社営業所
北海道帯広市西
２５条南１丁目
１２－２１

輸送施設の使用停止
（２０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
９条第３項前段、法
第１７条第１項第１
号、法第１７条第１
項第２号、法第１７
条第４項、道路運送
法第９５条

令和３年１０月２０日及び令和３年１０月２２日、第一当事者と推定
される死亡事故を引き起こしたことを端緒として監査を実施。８件の
違反が認められた。（１）各営業所に配置する事業用自動車の種別ご
との数違反（貨物自動車運送事業法施行規則第６条第１項）、（２）
乗務時間等の基準の遵守義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
（以下「安全規則」）第３条第４項）、（３）疾病・疲労等のおそれ
のある乗務（安全規則第３条第６項）、（４）自動車検査証の備付け
義務違反（安全規則第３条の２）、（５）運転者台帳の記載事項義務
違反（安全規則第９条の５第１項）、（６）運転者に対する指導監督
義務違反（安全規則第１０条第１項）、（７）特定運転者に対する適
性診断受診義務違反（安全規則第１０条第２項）、（８）自動車に関
する表示義務違反（道路運送法第９５条）

2 2

貨物 2022 3 22

株式会社Ｋ ＬＩＮＥ
（法人番号５４３０００
１０７４６２３） 代表
者藤野惠太

北海道江別市萌えぎ野
西６番地の７

株式会社Ｋ
ＬＩＮＥ営
業所

北海道江別市萌
えぎ野西６番地
の７

輸送施設の使用停止
（５０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項第１
号、法第１７条第１
項第２号、法第１７
条第４項

令和３年１１月２２日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況
を端緒として監査を実施。６件の違反が認められた。（１）乗務時間
等の基準の遵守義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下
「安全規則」）第３条第４項）、（２）整備不良車両等運行（安全規
則第３条の２）、（３）点検整備記録簿等の記録の保存義務違反（安
全規則第３条の２）、（４）乗務等の記録事項義務違反（安全規則第
８条）、（５）運行記録計による記録義務違反（安全規則第９条）、
（６）運転者台帳の記載事項義務違反（安全規則第９条の５第１項）

5 5

貨物 2022 3 22

オホーツクソーテック株
式会社（法人番号９４５
０００１００９３５９）
代表者片岡一道

北海道紋別市元紋別１
０２－４０

本社営業所
北海道紋別市元
紋別１０２－４
０

輸送施設の使用停止
（２０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項第１
号、法第１７条第４
項

令和３年１２月３日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を
端緒として監査を実施。３件の違反が認められた。（１）乗務時間等
の基準の遵守義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安
全規則」）第３条第４項）、（２）乗務等の記録事項義務違反（安全
規則第８条）、（３）特定運転者に対する適性診断受診義務違反（安
全規則第１０条第２項）

2 2

貨物 2022 3 22
双葉興業株式会社（法人
番号8180001052148)
代表者加藤光伸

愛知県北名古屋市六ﾂ師
山の神150番地の3

本社営業所
愛知県北名古屋
市六ﾂ師山の神
150番地の3

輸送施設の使用停止
(10日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第1項及び第2項

令和3年11月2日及び令和3年11月18日､監査方針に基づき､監査を実施｡
4件の違反が認められた｡(1)点呼の実施不適切(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の記録記載事項不備(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(3)一般講習受講義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)､(4)事業実績報告書未提出(貨
物自動車運送事業法第60条第1項)

1 1

貨物 2022 3 22
有限会社森商事（法人番
号8200002018343) 代
表者森謙次

岐阜県加茂郡坂祝町深
萱字北大洞183番地1

本社営業所
岐阜県加茂郡坂
祝町深萱字北大
洞183-1-2

輸送施設の使用停止
(30日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和3年10月27日､監査方針に基づき､監査を実施｡3件の違反が認められ
た｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第
1項第4号)､(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
7条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第5項)

3 3

貨物 2022 3 22
株式会社ナガイエ（法人
番号2330001003314）
代表者永家隆行

熊本県熊本市東区画図
町大字下無田1460番地

本社営業所

熊本県熊本市南
区田井島2丁目3
－1タイホウビル
301号

輸送施設の使用停止
（８０日車）、文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第8
条第1項、法第11
条、法第17条第1項
第1号、法第17条第
1項第2号、法第17
条第4項、道路運送
法第95条

令和3年10月4日、監査実施。16件の違反が認められた。(1)(2)(3)(4)事
業計画(営業所・自動車車庫・休憩睡眠施設)に定めるところに従う義務
違反(貨物自動車運送事業法（以下｢法｣）第8条第1項)、(5)運送約款の
掲示違反(法第11条)、(6)健康状態の把握義務違反(貨物自動車運送事業
輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第6項)、(7)整備管理者の研修受
講義務違反(安全規則第3条の4)、(8)点呼の実施義務違反(安全規則第7
条)、(9)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(10)運転者台
帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(11)運転者に対する
指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(12)運転者に対する指導監督の
記録又は指導監督の記録保存違反(安全規則第10条第1項)、(13)特定運
転者に対する特別な指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(14)特定運
転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(15)運行
管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項)、(16)自動車に関す
る表示義務違反（道路運送法第95条）

8 8

貨物 2022 3 22
有限会社時津運送（法人
番号4310002007784）
代表者森山好江

長崎県西彼杵郡時津町
浦郷441-2

戸根原営業
所

長崎県長崎市琴
海戸根原町1717

輸送施設の使用停止
（60日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第1項第2号、
法第17条第4項、法
第24条の3、道路運
送車両法第48条

令和3年12月13日、監査実施。10件の違反が認められた。(1)疾病、疲
労等のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全
規則」)第3条第6項)､(2)定期点検整備の実施違反(安全規則第3条の2、
道路運送車両法第48条)､(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)､(4)点
呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)､(5)乗務等の記録事項義務
違反(安全規則第8条)､(6)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9
条の5第1項)､(7)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)､
(8)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反(安全規
則第10条第1項)､(9)全従業員に対する指導監督義務違反(安全規則第10
条第4項)､(10)輸送の安全に関わる情報の公表違反(安全規則第2条の8)

6 6

貸切バス 2022 3 22

福岡響観光バス有限会社
（法人番号
5290002034698） 代表
者有隅潔

福岡県糟屋郡篠栗町大
字篠栗2670-1

本社営業所
福岡県糟屋郡篠
栗町篠栗2697-1

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和3年12月6日、監査実施。2件の違反が認められた。(1)疾病、疲労
等のおそれのある乗務（旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規
則」)第21条第5項）､(2)運送引受書の記載事項不備違反（運輸規則第7
条の2第1項）

4 4



貨物 2022 3 23

有限会社Ｒ＆Ｃ茨城サー
ビス（法人番号
6050002038747） 代
表者内田光夫

茨城県守谷市松ケ丘２
－１０－４

本社
茨城県守谷市松
ケ丘２－１０－
４

輸送施設の使用停止
（80日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和3年7月1日及び同年
7月19日、監査を実施。11件の違反が認められた。（１）疾病のおそれ
のある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（２）
点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、
（３）乗務等の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条
第1項）、（４）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条）、（５）運転者台帳の作成義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第9条の5第1項）、（６）運転者に対する指導監
督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（７）高齢
運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10
条第2項）、（８）高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（９）事業の適確な遂行に
係る遵守事項のうち社会保険等に未加入のもの（貨物自動車運送事業
法第24条の4）、（１０）許可に付された条件違反（貨物自動車運送事
業法第59条第1項）、（１１）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告
規則第2条）

8 8

貨物 2022 3 23
株式会社大亞（法人番号
8200001020093) 代表
者岩本民紀恵

岐阜県関市肥田瀬2817-
8

関営業所
岐阜県関市肥田
瀬字向畑2601-2

輸送施設の使用停止
(30日車)

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和3年11月2日､監査方針に基づき､監査を実施｡2件の違反が認められ
た｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第4項)､(2)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第9条の3第1項)

3 3

タクシー 2022 3 23

2525タクシー株式会社
（法人番号
5370001013736） 代
表者佐藤恵美

宮城県仙台市宮城野区
仙台港北2丁目1番地の2

泉営業所
宮城県仙台市泉
区松森字台51-1

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年3月23日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実施した
結果、1件の違反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

タクシー 2022 3 23
八潮交通有限会社（法人
番号6030002048005）
代表者秋山幸夫

埼玉県八潮市緑町１－
９－１５

本社営業所
埼玉県八潮市緑
町１－９－１５

輸送施設の使用停止
（71日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第5
項

令和3年8月26日及び同年9月2日、法令違反の疑いがあることを端緒と
して監査を実施。5件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守
違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第21条第1項)､(2)健
康状態の把握義務違反(運輸規則第21条第5項)､(3)運転者に対する指導
監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(4)高齢運転者に対する告示で定
める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､(5)高齢運転者に対す
る適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)

8 8

タクシー 2022 3 23
山三交通株式会社（法人
番号8010601022120）
代表者秋山利裕

東京都江東区南砂１－
２３－１５

本社営業所
東京都江東区南
砂１－２３－１
５

輸送施設の使用停止
（10日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和3年10月6日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実施。1件
の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車
運送事業運輸規則第38条第1項)

1 1

貸切バス 2022 3 23 株式会社シーエイチアイ
東京都港区元麻布3-4-
41

シーエイチ
アイ東京営
業所

東京都江東区富
岡2-11-18 西村
ﾋﾞﾙ6階

輸送施設の使用停止
（60日車）

道路運送法第9条の2
第1項

令和3年10月13日、定期的な監査を実施。2件の違反が認められた。(1)
運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2第1項)､(2)運送引受書
の記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則第7条の2第1項)

6 6

貸切バス 2022 3 23

株式会社土浦観光バス
（法人番号：
3050001009504） 代
表者 池田 忠人

茨城県土浦市真鍋3-13-
8

本社営業所
茨城県土浦市真
鍋3-13-8

処分日車数20日車の
ため、一般貸切旅客
自動車運送事業者に
対する行政処分等の
基準3.(6)により文書
警告

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第2
項

令和3年10月27日、定期的な監査を実施。3件の違反が認められた。(1)
運送引受書の記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸
規則｣)第7条の2第1項)､(2)運行指示書の記載事項不備(運輸規則第28条
の2第1項)､(3)運転者(初任･高齢)に対する特別な指導義務違反(運輸規
則第38条第2項)

2 2

乗合バス 2022 3 24

鬼ヶ島観光自動車株式会
社（法人番号
2470001000891）代表
者古川隆之

香川県高松市女木町15-
22

本社営業所
香川県高松市女
木町15-22

輸送の安全確保命
令、事業停止（122日
間）、文書警告

道路運送法第12条第
1項、第27条第3
項、第29条の3、第
30条第2項、第94条
第1項

令和3年11月17日、行政処分等を受けたにもかかわらず改善が認められ
ないことを端緒として監査を実施したところ、20件の違反が確認され
た。(1)営業所の公示事項が不適切であったこと（道路運送法第12条第
1項）、(2)運転者の勤務時間及び乗務時間に従った乗務割等を定めてい
なかったこと（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第
21条第1項）、(3)運転者に対する点呼が確実になされていなかったこ
と（運輸規則第24条第1項、第2項）、(4)運転者に対する点呼の記録簿
に不実記載を行っていたこと（運輸規則第24条第5項）、(5)運転者の
乗務について定められた事項の記録が不適切であったこと（運輸規則
第25条第1項、第4項）、(6)運転基準図を作成していなかったこと（運
輸規則第27条第1項）、(7)運転者に対して運転基準図に基づく指導を
していなかったこと（運輸規則第27条第1項）、(8)運転者台帳につい
て定められた事項の記録が不適切であったこと（運輸規則第37条第1
項）、(9)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に
対する指導監督が不適切であったこと（運輸規則第38条第1項）、(10)
高齢運転者に対して事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守
すべき事項についての特別な指導が不適切であったこと（運輸規則第
38条第2項）、(11)事業用自動車の日常点検を実施していなかったこと
（運輸規則第45条、道路運送車両法（以下「車両法」）第47条の2）、
(12)事業用自動車の定期点検整備等を実施していなかったこと（運輸規
則第45条、車両法第48条）、(13)整備管理者の変更の届け出をしてい
なかったこと（運輸規則第45条、車両法第52条）、(14)運行管理規程

71 58

貸切バス 2022 3 24 壹岐春二
大阪府和泉市池田下町
1106番地の13

本店営業所
大阪府和泉市坪
井町620番3

文書警告(処分日車数
30日車のため、一般
貸切旅客自動車運送
事業者に対する行政
処分等の基準3．(6)
による)

道路運送法第27条第
3項

令和4年2月18日、法令違反の疑いを端緒として監査実施。2件の違反が
認められた。(1)乗務等の記録義務違反【記録事項の不備】(旅客自動車
運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第25条第1項、第2項、第4項)、(2)
運行記録計による記録義務違反【記録なし又は記録の保存なし】(運輸
規則第26条第1項)

3 3

貨物 2022 3 25
広瀬運輸有限会社（法人
番号8210002002981)
代表者広瀬雅人

福井県福井市月見4-1-
21

本社営業所
福井県福井市月
見4-117

輸送施設の使用停止
(40日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和3年10月12日及び令和3年10月18日､関係機関からの情報を端緒と
して､監査を実施｡4件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵
守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)点呼の実施義
務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(3)点
呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､
(4)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
9条)

4 4

貨物 2022 3 25
株式会社原産業（法人番
号5180001051788) 代
表者原正

愛知県名古屋市緑区鳴
海町字杜若104-1

本社営業所
愛知県名古屋市
緑区鳴海町字杜
若104-1

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第1項及び第2項

令和4年3月2日､重傷事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡4件の違反が認められた｡(1)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の記録記載事項不備(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(3)運行記録計による記録
義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(4)運転者に対する
指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)

0 0



貨物 2022 3 25

株式会社アイ・エス・ケ
イ（法人番号
2190001013914) 代表
者波多雅己

三重県桑名市大字小貝
須字橋爪1176番地

本社営業所
三重県桑名市大
字地蔵49-1番地

許可の取消し
貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和3年8月5日及び令和3年10月27日､違反事項の改善が確認できない
ことを端緒として監査を実施｡11件の違反が認められた｡(1)事業計画の
変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)､(2)乗
務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条
第4項)､(3)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6
項)､(4)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1
項及び第2項並びに第3項)､(5)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第7条第5項)､(6)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第8条)､(7)運行記録計による記録義務違反(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(8)運行指示書の作成義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)､(9)運転者台帳の記
載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(10)輸
送の安全にかかわる情報の公表義務違反(貨物自動車運送事業法第24条
の3)､(11)社会保険等未加入(貨物自動車運送事業法第24条の4)

91 27

貨物 2022 3 25

株式会社Ｄａｙｌｉｇｈ
ｔ（法人番号
5330001018037）代表
者本多加奈子

東京都渋谷区東2丁目9-
19

本社営業所
熊本県合志市豊
岡2401-2

輸送施設の使用停止
（20日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第8
条第1項、法第17条
第1項第1号、法第
17条第4項

令和3年2月10日、監査実施。9件の違反が認められた。(1)事業計画(配
置車両数)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法第8条
第1項)、(2)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(3)点呼の実施義務違反（安全規
則第7条)、(4)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(5)乗務
等の記録義務違反(安全規則第8条)、(6)乗務等の記録事項義務違反(安
全規則第8条)、(7)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、
(8)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(9)特定
運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)

2 2

貨物 2022 3 25
松田進(松田運送)代表者
松田進

沖縄県国頭郡宜野座村
松田2629番地の246

松田運送
沖縄県国頭郡宜
野座村字松田
2824-125

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

令和4年2月28日、沖縄県公安委員会から通知のあった道路交通法令違
反を端緒とし監査実施。1件の違反が認められた。(1)過積載運送の引受
け（貨物自動車運送事業法第17条第3項）

1 1

貨物 2022 3 25
具志堅直哉(具志堅運送)
代表者具志堅直哉

沖縄県読谷村字喜名281
番地5 ウインズハイビ
スカス3001

具志堅運送
沖縄県国頭郡恩
納村字山田594-5

輸送施設の使用停止
(50日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

令和4年2月28日、沖縄県公安委員会から通知のあった道路交通法令違
反を端緒とし監査実施。2件の違反が認められた。(1)過積載運送の引受
け（貨物自動車運送事業法第17条第3項）、(2)過積載運送防止の指導
及び監督の怠慢(貨物自動車運送事業輸送安全規則第4条)

5 5

タクシー 2022 3 25 浅野 晃輝
愛知県名古屋市中川区
東中島町2丁目1番地

TERU☆
TAXI

愛知県名古屋市
中川区東中島町2
丁目1番地

輸送施設の使用停止
(20日車)

道路運送法第86条第
1項

令和3年6月18日、許可等に付された条件に違反した。(1)許可等の条件
違反(道路運送法第86条第1項)

2 2

貨物 2022 3 28

藤井陸運株式会社（法人
番号８４３０００１０５
３６５７） 代表者藤井
英範

北海道苫小牧市字勇払
１２８番地

滝川営業所
北海道滝川市流
通団地２丁目３
番１３号

文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項第１
号、法第１７条第４
項

令和４年１月１８日、酒気帯び運転を引き起こしたことを端緒として
監査を実施。２件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵
守義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）
第３条第４項）、（２）運転者台帳の記載事項義務違反（安全規則第
９条の５第１項）

0 0

貨物 2022 3 28
株式会社塙商事（法人番
号7380001023071）
代表者塙忍

福島県東白川郡矢祭町
大字中石井字岡下128番
地1

本社営業所

福島県東白川郡
矢祭町大字中石
井字岡下128番地
1

輸送施設の使用停止
（60日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、第
17条第1項第2号、
法第17条第4項

令和3年3月18日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、6件の違
反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第3条第4項）、（2）乗務時間等
の基準の遵守違反【一運行の勤務時間】（安全規則第3条第4項）、
（3）定期点検整備の実施違反（安全規則第3条の2及び道路運送車両法
第48条）、（4）点呼の記録義務違反（安全規則第7条第5項）、（5）
運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）、（6）運
転者に対する指導監督の記録違反【記載事項の不備】（安全規則第10
条第1項）

6 6

貨物 2022 3 28
株式会社エバンス（法人
番号8290001075708）
代表者江口恭子

福岡県糟屋郡新宮町立
花口2292-24

福岡支店
福岡県糟屋郡新
宮町立花口2292-
24

輸送施設の使用停止
（90日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第8
条第1項、法第17条
第1項第1号、法第
17条第4項

令和3年10月8日、監査実施。13件の違反が認められた。(1)事業計画
(自動車車庫)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法第8
条第1項)、(2)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安
全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(3)乗務時間等の基準なお書き
違反(安全規則第3条第4項)、(4)健康状態の把握義務違反(安全規則第3
条第6項)、(5)点呼の実施義務違反（安全規則第7条)、(6)点呼の記録義
務違反(安全規則第7条第5項)、(7)点呼の記録事項義務違反(安全規則第
7条第5項)、(8)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(9)運行指
示書に係る（作成、指示、携行）義務違反(安全規則第9条の3第1項)、
(10)運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(11)運転者
台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(12)運転者に対す
る指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(13)運転者に対する指導監督
の記録又は指導監督の記録保存違反(安全規則第10条第1項)

9 9

貨物 2022 3 28

有限会社トヨトミ運輸
（法人番号
1290802019241）代表
者豊富利之

福岡県北九州市若松区
南二島1丁目9-15

本社営業所
福岡県北九州市
若松区南二島1丁
目9-15

輸送施設の使用停止
（20日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第4項

令和3年11月16日、監査実施。4件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規
則」)第3条第4項)、(2)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(3)
点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(4)運転者台帳の記載
事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)

2 2

貨物 2022 3 28

九州産業運輸株式会社
（法人番号
1290801005259）代表
者白水輝幸

福岡県北九州市門司区
浜町10-16

佐伯支店
大分県佐伯市大
字海崎3596-1

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和3年12月21日、監査実施。2件の違反が認められた。(1)運転者台帳
の記載事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第9条の5第1項)、(2)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10
条第1項)

0 0

貨物 2022 3 28
有限会社麻生商店（法人
番号7320002019990）
代表者穴井文憲

大分県玖珠郡玖珠町大
字大隈307-6

本社営業所
大分県玖珠郡玖
珠町大字大隈塔
の元307-6

文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第4項、法第60
条第1項

令和4年2月18日、監査実施。5件の違反が認められた。(1)報告義務違
反(貨物自動車運送事業法第60条第1項)、(2)運転者台帳の記載事項義務
違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第9条の5
第1項)、(3)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(4)乗務時間
等の基準の遵守違反(安全規則第3条第4項)、(5)運転者に対する指導監
督違反(安全規則第10条第1項)

0 0

乗合バス 2022 3 28

帝産湖南交通株式会社
(法人番号
9160001012986)代表者
大西真澄

滋賀県草津市山寺町188
番地

田上
滋賀県大津市上
田上中野町字前
田294番地

文書警告
道路運送第27条第3
項

令和4年2月25日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。3件の違反
が認められた。(1)点呼の実施義務違反【未実施】及び【不適切】(旅客
自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第24条第1項、第2項)、(2)点
呼の記録義務違反【記載事項の不備】(運輸規則第24条第5項)、(3)補助
者の要件違反(運輸規則第47条の9第3項)

5 0

貸切バス 2022 3 28

群馬スクールバス 株式
会社（法人番号
1070001013885） 代
表者 岩井 清水

群馬県伊勢崎市赤堀鹿
島町827-32

本社営業所
群馬県伊勢崎市
赤堀鹿島町695-1

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和4年1月25日、定期的な監査を実施。1件の違反が認められた。(1)
運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条
第1項)

0 0

貨物 2022 3 29
有限会社笠原産業（法人
番号1070002034724）
代表者笠原久子

群馬県沼田市岡谷町１
０７９－１

本社
群馬県沼田市岡
谷町１０７９－
１

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和3年11月2日、監査
を実施。4件の違反が認められた。（１）乗務時間等告示の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（２）点呼の記録
事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）、（３）乗
務等の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）
（４）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第9条）

0 0

貨物 2022 3 29

株式会社川本ピアノサー
ビス（法人番号
1140001071892) 代表
者川本正美

兵庫県西宮市西宮浜2丁
目21番地2

名古屋支店
愛知県名古屋市
港区高木町二丁
目41番1､41番2

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

令和4年2月24日､重傷事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡1件の違反が認められた｡(1)運転者に対する指導監督義務違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)

0 0



タクシー 2022 3 29

ロイヤル第一交通株式会
社(法人番号
1120101007914)代表者
迫田謙典

大阪府堺市西区草部
1140番地の1

本社
大阪府堺市西区
草部1140番地の1

文書警告
道路運送第27条第3
項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(放
置駐車違反)が過去一年以内に3件に達した。｢旅客自動車運送事業者が
事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針｣による運転者
に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

タクシー 2022 3 29

株式会社丸二タクシー
(法人番号
9360001006266)代表者
国吉浩

沖縄県豊見城市字真玉
橋119番地1

本社営業所
沖縄県豊見城市
字真玉橋119番地
1

輸送施設の使用停止
(90日車）、文書警告

道路運送法第27条第
3項

令和4年3月3日、その他状況等を勘案し監査実施。4件の違反が認めら
れた。(1)点呼の実施義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下
「運輸規則」）第24条第1項、第2項）、（2）点呼の記録義務違反（運
輸規則第24条第5項）、（3）運転者の指導監督義務違反（運輸規則第
38条第1項）、（4）整備管理者の研修受講義務違反（運輸規則第46
条）

9 9

貸切バス 2022 3 29
株式会社ワールド（法人
番号4290001053881）
代表者江原利弘

福岡県大牟田市大字白
銀288-1

本社営業所
福岡県大牟田市
大字白銀288-1

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和3年11月17日、監査実施。2件の違反が認められた。(1)特定運転者
に対する特別な指導監督違反（旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運
輸規則」)第38条第2項）、(2)特定運転者に対する適性診断受診義務違
反（運輸規則第38条第2項）

5 5

貨物 2022 3 30
株式会社新陸運輸（法人
番号3120001027606）
代表者金城行彦

大阪府大阪市大正区北
恩加島1-18-21

加賀営業所
石川県加賀市宇
谷町ヤ1-24

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和3年12月1日、監査実施。3件の違反が認められた。（1）点呼の記
録記載不備（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）
第7条第5項）（2）運転者台帳の記載不備（安全規則第9条の5第1項）
（3）運転者に対する指導監督に係る記録義務違反（安全規則第10条第
1項）

0 0

貨物 2022 3 30
有限会社宇参商事（法人
番号2030002046557）
代表者宇参正和

埼玉県八潮市大字木曽
根1335-2

滋賀
滋賀県甲賀市甲
賀町隠岐2403-17

輸送施設の使用停止
（250日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第2
号

令和3年6月24日及び同年7月8日、法令違反の疑いがあることを端緒に
監査を実施。6件の違反が認められた。（1）点検整備違反【定期点検
整備等の未実施】（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条の2、道路運送車両法第48条）、（2）点呼の実施違反【未
実施】（安全規則第7条第1項～第3項）、（3）点呼の記録違反【記録
の不実記載】（安全規則第7条第5項）、（4）運行記録計による記録違
反【記録】（安全規則第9条）、（5）「貨物自動車運送事業者が事業
用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に
対する指導及び監督違反【大部分不適切】（安全規則第10条第1項）、
（6）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

42 25

貨物 2022 3 30
豊世運輸株式会社（法人
番号2330001012728）
代表者谷口城明

熊本県宇城市松橋町豊
福2513-1

本社営業所
熊本県宇城市松
橋町豊福2513-4

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和4年3月8日、監査実施。2件の違反が認められた。(1)乗務等の記録
事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）
第8条)、(2)運行指示書の記載事項義務違反(安全規則第9条の3第1項)

0 0

乗合バス 2022 3 30

株式会社サンシャインエ
クスプレス(法人番号
7140001089731)代表者
武元俊二

兵庫県丹波篠山市藤之
木525番地2

本社
兵庫県丹波篠山
市藤之木525-2

輸送施設の使用停止
(60日車)

道路運送法(以下｢
法｣)第35条第1項

令和4年1月13日、苦情を端緒として調査を実施。1件の違反が認められ
た。無許可の事業の管理の受委託違反(法第35条第1項)

6 6

乗合バス 2022 3 30
金剛自動車株式会社(法
人番号1120101030833)
代表者 白江暢孝

大阪府富田林市本町18
番地17号

富田林
大阪府富田林市
本町18番地17号

輸送施設の使用停止
(10日車)

道路運送法(以下｢
法｣)第16条第1項

令和3年10月14日、苦情を端緒として調査を実施。1件の違反が認めら
れた。事業計画(路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者に
あっては、事業計画及び運行計画)に定める義務の確保違反(法第16条第
1項)

1 1

貸切バス 2022 3 30
有限会社武元重機(法人
番号9140002034973)代
表者 武元俊二

兵庫県丹波篠山市藤之
木528番地2

本社
兵庫県丹波篠山
市藤之木528-2

輸送施設の使用停止
(60日車)

道路運送法(以下｢
法｣)第35条第1項

令和4年1月13日、苦情を端緒として調査を実施。1件の違反が認められ
た。無許可の事業の管理の受委託(法第35条第1項)

6 6

貨物 2022 3 31

有限会社丸翔運輸（法人
番号６４６２５０２００
０９４６） 代表者飯山
弘恵

北海道標津郡中標津町
東１３条北５丁目１番
地

本社営業所

北海道標津郡中
標津町字俵橋１
４線３６番地４
３

輸送施設の使用停止
（１０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項第２
号、法第６０条第１
項

令和３年１２月９日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を
端緒として監査を実施。２件の違反が認められた。（１）整備管理者
の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条の
４）、（２）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第６０条第１項）

1 1

貨物 2022 3 31
能州運輸株式会社（法人
番号9220001015594）
代表者垣内忠勝

石川県七尾市中島町長
浦子9

本社営業所

石川県鳳珠郡穴
水町字川尻元中
居南10-19-1、
10-20-1

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項及び
同条第4項

令和3年6月18日、監査実施。10件の違反が認められた。（1）乗務時間
等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）（2）乗務時間等告示なお書きの遵守違反（安全規
則第3条第4項）（3）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項、第2
項）（4）点呼の記録記載不備（安全規則第7条第5項）（5）乗務等の
記録記載不備（安全規則第8条）（6）運行記録計による記録義務違反
（安全規則第9条）（7）運行指示書の作成義務違反（安全規則第9条の
3第1項）（8）運転者台帳の記載不備（安全規則第9条の5第1項）（9）
運転者に対する指導監督違反（安全規則第10条第1項）（10）特定の運
転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）

6 6

タクシー 2022 3 31

有限会社伊達観光交通
（法人番号
4370002019568） 代
表者山本知明

宮城県仙台市泉区市名
坂字新道8番地1

本社営業所
宮城県仙台市泉
区市名坂字新道8
番地1

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和3年3月15日及び5月20日、公安委員会からの通知を端緒として監査
を実施した結果、4件の違反が認められた｡（1）乗務等の記録義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則（以下｢運輸規則｣）第25条第3項）、
（2）運行記録計による記録義務違反（運輸規則第26条第1項、2項）、
（3）運転者に対する指導監督義務違反（運輸規則第38条第1項）、
（4）運転者に対する指導監督の記録保存違反（運輸規則第38条第1
項）

0 0

タクシー 2022 4 4

有限会社マーチトラベル
(法人番号
2120002079044) 代表
者木本弘子

大阪府守口市大久保町1
丁目1番13号

ヒロサービ
ス

大阪府守口市大
久保町1丁目1番
13号

事業停止(104日間)
道路運送法(以下｢
法｣)第86条第1項

令和3年10月29日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。11件の違
反が認められた。(1)運賃料金認可、運賃料金変更認可違反(法第9条の3
第1項)、(2)事業計画の変更認可違反(法第15条第1項)、(3)疾病、疲労
等のおそれのある乗務(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)
第21条第5項)、(4)点呼の実施義務違反【未実施】【不適切】(運輸規則
第24条第1項、第2項)、(5)アルコール検知器備え義務違反【検知器の
備えなし】(運輸規則第24条第4項)、(6)点呼の記録義務違反【記録】
(運輸規則第24条第5項)、(7)乗務等の記録義務違反【記録事項の不備】
(運輸規則第25条第3項、第4項)、(8)乗務員台帳の作成、備付け義務違
反【作成】(運輸規則第37条第1項)、(9)乗務員台帳の作成、備付け義務
違反【記載事項等の不備】(運輸規則第37条第1項)、(10)点検整備関係
義務違反【定期点整備等の未実施(道路運送車両法第48条)】(運輸規則
第45条)、(11)許可等の条件又は期限違反【輸送する旅客の範囲を限定
する旨の条件又は運送の引受けを営業所において行う輸送に限定する
旨の条件に違反】(法第86条第1項)

52 52

貨物 2022 4 5 阪本 喜英
奈良県香芝市下田東2-
5-19フォレスト香芝302
号

協和葬祭社
霊送部狐井

奈良県香芝市磯
壁3丁目65-1

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第2
号

令和3年9月2日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。2件の違
反が認められた。（1）点検整備違反【定期点検整備等の未実施】（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第48条）、
（2）自動車事故報告規則に規定する事故の届出違反【未届出】（貨物
自動車運送事業法第24条）

2 2



貨物 2022 4 5
株式会社角森商事（法人
番号1120001156002）
代表者木村忠

大阪府堺市美原区多治
井354番1

本社
大阪府堺市美原
区多治井354番1

輸送施設の使用停止
（215日車）

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

令和2年10月27日、同年12月7日及び同年12月15日、関係機関からの情
報を端緒に監査を実施。12件の違反が認められた。（1）事業計画変更
認可違反【自動車車庫の位置及び収容能力違反】（貨物自動車運送事
業法施行規則第2条第1項第4号）、（2）「貨物自動車運送事業の事業
用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4
項）、（3）疾病、疲労等のおそれのある乗務（安全規則第3条第6
項）、（4）点検整備違反【定期点検整備等の未実施】（安全規則第3
条の2、道路運送車両法第48条）、（5）整備管理者の研修受講義務違
反【研修未受講】（安全規則第3条の4）、（6）点呼の実施違反【未実
施】（安全規則第7条第1項～第3項）、（7）点呼の記録違反【記載事
項等の不備】（安全規則第7条第5項）、（8）乗務等の記録違反【記載
事項等の不備】（安全規則第8条）、（9）運行記録計による記録違反
【記録】（安全規則第9条）、（10）運転者台帳【記載事項等の不備】
（安全規則第9条の5第1項）、（11）「貨物自動車運送事業者が事業用
自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」（以下「指導監督
告示」）による運転者に対する指導及び監督違反【大部分不適切】
（安全規則第10条第1項）、（12）指導監督告示による運転者に対する
特別な指導及び運転適性診断受診義務違反【運転適性診断の受診状
況】（安全規則第10条第2項）

22 22

貨物 2022 4 5

株式会社ユーエムロジ
（法人番号
6120001158076）代表
者上田勝嗣

兵庫県西宮市今津出在
家町9-20

高槻
大阪府高槻市玉
川3丁目1番2号

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第9条第3項前段

令和3年11月10日、労働局からの通報を端緒に監査を実施。2件の違反
が認められた。（1）事業計画変更事前届出違反【各営業所に配置する
事業用自動車の種別ごとの数違反】（貨物自動車運送事業法施行規則
第6条第1項第1号）、（2）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運
転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第3条第4項）

1 1

貨物 2022 4 5
幸栄運輸株式会社（法人
番号1480001005271）
代表者市川仁士

徳島県板野郡松茂町笹
木野字八下30-6

本社営業所
徳島県板野郡松
茂町笹木野字八
下30-6

輸送施設の使用停止
（30日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号、第4項

令和3年10月20日及び同年12月1日、労働局と合同で監査を実施したと
ころ、4件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が不
適切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度を超え、乗務し
ていた者があったこと（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安
全規則」）第3条第4項）、(2)運転者に対する点呼が確実になされてい
なかったこと（安全規則第7条第1項、第2項、第3項）、(3)運転者に対
する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと（安全規則第7条
第5項）、(4)運転者台帳について定められた事項の記録が不適切であっ
たこと（安全規則第9条の5第1項）

3 3

タクシー 2022 4 5

株式会社協和交通(法人
番号法人番号
1150001014446) 代表
者阪本喜英

奈良県香芝市磯壁3丁目
65-1

本社
奈良県香芝市磯
壁3丁目65-1

輸送施設の使用停止
(150日車)

道路運送法第27条第
3項

令和3年9月2日及び同年10月18日、法令違反の疑いを端緒として監査を
実施。6件の違反が認められた。(1)疾病、疲労等のおそれのある乗務
(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第21条第5項)、(2)点呼
の記録義務違反【記載事項の不備】(運輸規則第24条第5項)、(3)｢旅客
自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督
の指針｣(以下｢運転者に対する指導監督告示｣)による運転者に対する指
導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(4)運転者に対する指導及び監
督に係る記録の作成･保存義務違反【記録】(運輸規則第38条第1項)、
(5)運転者に対する指導監督告示による運転者に対する特別な指導及び
適性診断受診義務違反【適性診断の受診状況】(運輸規則第38条第2
項)、(6)点検整備関係義務違反【定期点整備等の未実施(道路運送車両
法第48条)】(運輸規則第45条)

15 15

タクシー 2022 4 5
大タク株式会社(法人番
号4120001103876) 代
表者澤太

大阪府大阪市淀川区野
中北1丁目2番15号

本社
大阪府大阪市淀
川区野中北1丁目
2番15号

輸送施設の使用停止
(60日車)

道路運送法第27条第
3項

令和3年12月1日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。3件の違反
が認められた。(1)点呼の実施義務違反【不適切】(旅客自動車運送事業
運輸規則(以下｢運輸規則｣)第24条第2項)、(2)点検整備関係義務違反
【無車検運行(道路運送車両法(以下｢車両法｣)第58条第1項)】(運輸規則
第45条)、(3)点検整備関係義務違反【定期点整備等の未実施(車両法第
48条)】(運輸規則第45条)

6 6

貸切バス 2022 4 5

株式会社マエダオート
（法人番号
4010901011231） 代
表者 前田 初江

東京都世田谷区喜多見
4-1-1

本社営業所
東京都世田谷区
喜多見4-1-1

輸送施設の使用停止
（370日車）

道路運送法第9条の2
第1項

令和3年7月6日、令和3年7月30日及び令和3年9月15日、労働局からの
通知を端緒に監査を実施。12件の違反が認められた。(1)運賃料金変更
事前届出違反(道路運送法第9条の2第1項)､(2)運送引受書の交付義務違
反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第7条の2第1項)､(3)
乗務時間等告示の遵守違反(運輸規則第21条第1項)､(4)疾病のおそれの
ある乗務(運輸規則第21条第5項)､(5)点呼の実施等義務違反(運輸規則第
24条)､(6)乗務等の記録の記録事項不備(運輸規則第25条第2項)､(7)運行
記録計による記録義務違反(運輸規則第26条第1項)､(8)運行指示書によ
る指示等義務違反(運輸規則第28条の2第1項)､(9)運転者に対する指導監
督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(10)初任運転者に対する特別な指導
義務違反(運輸規則第38条第2項)､(11)初任運転者に対する適性診断受診
義務違反(運輸規則第38条第2項)､(12)定期点検整備等の未実施(運輸規
則第45条)

37 37

貸切バス 2022 4 5

株式会社Ｎｏｒｔｏｎ
Ｇｒａｎｄ Ｔｏｕｒ
（法人番号
5011301024483） 代
表者 岡 将三

東京都杉並区堀ノ内3-
7-10

本社営業所
東京都杉並区堀
ノ内3-7-10

輸送施設の使用停止
（60日車）

道路運送法第9条の2
第1項

令和3年10月25日、定期的な監査を実施。1件の違反が認められた。(1)
運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2第1項)

6 6

貨物 2022 4 6
中山商店株式会社（法人
番号5130001069703）
代表者中山仲次郎

京都府向日市物集女町
森ノ上30番地の2

本社
京都府向日市物
集女町森ノ上18
番地

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

令和4年2月2日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。2件の違
反が認められた。（1）（2）過積載運送の引受け、指示等【過積載に
よる運送の引受け】（貨物自動車運送事業法第17条第3項）

3 3

貨物 2022 4 7

株式会社ＳＫライナー関
西（法人番号
9120901016735）代表
者岡本直樹

大阪府摂津市東別府3丁
目5番8号

本社
大阪府摂津市東
別府3丁目5番8号

輸送施設の使用停止
（70日車）

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

令和3年8月13日及び同年9月7日、労働局からの通報を端緒に監査を実
施。10件の違反が認められた。（1）事業計画変更認可違反【自動車車
庫の位置及び収容能力違反】（貨物自動車運送事業法施行規則（以下
「施行規則」）第2条第1項第4号）、（2）事業計画変更事前届出違反
【各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数違反】（施行規則
第6条第1項第1号）、（3）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運
転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」（以下「乗務時間等告
示」）の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）、（4）乗務時間等告示なお書きの遵守違反（一運
行の勤務時間）（安全規則第3条第4項）、（5）疾病、疲労等のおそれ
のある乗務（安全規則第3条第6項）、（6）点呼の実施違反【未実施】
（安全規則第7条第1項～第3項）、（7）（8）点呼の記録違反【記録】
【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、（9）乗務等の記録違
反【記載事項等の不備】（安全規則第8条）、（10）運行指示書【作
成、指示又は携行の義務違反】(安全規則第9条の3第1項～第3項)

7 7



貨物 2022 4 7
株式会社Neutral（法人
番号1120901036542）
代表者白嵜学

大阪府三島郡島本町広
瀬2-19-6

門真
大阪府門真市ひ
え島町16-12エリ
セラ門真南102

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和3年10月12日、同年11月2日及び同年12月15日、法令違反の疑いが
あることを端緒に監査を実施。8件の違反が認められた。（1）「貨物
自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係
る基準」の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規
則」)第3条第4項）、（2）（3）点呼の実施違反【未実施】【不適切】
（安全規則第7条第1項～第3項）、（4）点呼の記録違反【記載事項等
の不備】（安全規則第7条第5項）、（5）乗務等の記録違反【記載事項
等の不備】（安全規則第8条）、（6）運行記録計による記録違反【記
録】（安全規則第9条）、（7）運行指示書【作成、指示又は携行の義
務違反】(安全規則第9条の3第1項～第3項)、（8）「貨物自動車運送事
業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」によ
る運転者に対する特別な指導及び運転適性診断受診義務違反【運転適
性診断の受診状況】（安全規則第10条第2項）

3 3

貨物 2022 4 7
有限会社司建材（法人番
号2160002008354）代
表者喜多一司

滋賀県犬上郡多賀町大
字富之尾1296番地の2

久徳
滋賀県犬上郡多
賀町大字久徳340
番地

警告
貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和4年1月11日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。5件
の違反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運
転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項）、（2）点呼の実
施違反【未実施】（安全規則第7条第1項～第3項）、（3）点呼の記録
違反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、（4）乗務等の記
録違反【記載事項等の不備】（安全規則第8条）、（5）運行記録計に
よる記録違反【記録】（安全規則第9条）

0 0

貨物 2022 4 7
吉田海運株式会社（法人
番号4310001006143）
代表者吉田康剛

長崎県佐世保市三浦町
1-34

香川営業所
香川県丸亀市垂
水町3142番地

輸送施設の使用停止
（70日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号、第4項

令和4年1月21日及び同年1月31日、労働局と合同で監査を実施したとこ
ろ、7件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が不適
切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度を超え、また所定
の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4
項）、(2)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、1箇月の拘束
時間の限度を超えて乗務していたものがあったこと（安全規則第3条第
4項）、(3)運転者に対する点呼が確実になされていなかったこと（安全
規則第7条第1項、第2項、第3項）、(4)運転者に対する点呼実施結果の
記録内容が不適切であったこと（安全規則第7条第5項）、(5)運行指示
書を作成していなかったこと（安全規則第9条の3第1項、第2項、第3
項）、(6)運転者台帳について定められた事項の記録が不適切であった
こと（安全規則第9条の5第1項）、(7)事業用自動車の運行の安全を確
保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと
（安全規則第10条第1項）

7 7

貨物 2022 4 7

ますや急配株式会社（法
人番号
6480001002248）代表
者辻英人

徳島県徳島市新浜町1-
1-1

本社営業所
徳島県徳島市新
浜町1丁目498-13

輸送施設の使用停止
（50日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号、第4項

令和3年12月17日、労働局と合同で監査を実施したところ、9件の違反
が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所
定の拘束時間及び連続運転時間の限度を超え、また所定の休息期間が
十分確保されない状態で乗務していた者があったこと（貨物自動車運
送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、(2)運転者の
過労防止に関する措置が不適切であり、１箇月の拘束時間の限度を超
えて乗務していた者があったこと（安全規則第3条第4項）、(3)運転者
の健康状態の把握が確実になされていなかったこと（安全規則第3条第
6項）、(4)運転者に対する点呼が確実になされていなかったこと（安全
規則第7条第1項、第2項、第3項）、(5)運転者に対する点呼の実施結果
の記録が確実になされていなかったこと（安全規則第7条第5項）、(6)
運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと（安
全規則第7条第5項）、(7)運転者の乗務について定められた事項の記録
が不適切であったこと（安全規則第8条）、(8)運行指示書を作成してい
なかったこと（安全規則第9条の3第1項、第2項、第3項）、(9) 運転者
台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと（安全規則
第9条の5第1項）

5 5

貨物 2022 4 11
株式会社大魂和（法人番
号8350001005336）代
表者鳥丸和彦

宮崎県宮崎市上北方
230-3

本社営業所
宮崎県宮崎市上
北方字森川230-3

輸送施設の使用停止
（10日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第4項

令和3年12月23日、監査実施。4件の違反が認められた。(1)必要な員数
の運転者の確保違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規
則」)第3条第1項)、(2)乗務時間等の基準の遵守違反(安全規則第3条第4
項)、(3)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(4)
運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)

1 1

タクシー 2022 4 11

有限会社丸一タクシー
（法人番号
7470002006487）代表
者金井秀雄

香川県高松市福岡町4丁
目26番地24号

本社営業所
香川県高松市福
岡町4丁目26番地
24号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年4月8日、公安委員会からの通報を端緒として監査を実施したと
ころ、1件の違反が確認された。(1)事業用自動車の運行の安全を確保す
るために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと（旅客
自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

タクシー 2022 4 11

有限会社ハロータクシー
（法人番号
1470002002260）代表
者寺師大祐

香川県高松市木太町
1356番地3号

本社営業所
香川県高松市木
太町1356番地3号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年4月11日、公安委員会からの通報を端緒として監査を実施した
ところ、1件の違反が確認された。(1)事業用自動車の運行の安全を確保
するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと（旅
客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

貨物 2022 4 12

有限会社横浜ロジテク
（法人番号
1020002068339）代表
者深澤治廣

神奈川県横浜市磯子区
氷取沢町１５０－４
６棟３０３

本社

神奈川県横浜市
磯子区氷取沢町
１５０－４ ６
棟３０３

輸送施設の使用停止
（90日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和3年7月15日、監査
を実施。8件の違反が認められた。（１）疾病のおそれのある乗務（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（２）点呼の実施義務
違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（３）乗務等の記
録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（４）
運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10
条第1項）、（５）高齢運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第10条第2項）、（６）初任・高齢運転者に対する適
性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項）、（７）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条の2、道路運送車両法第48条）、（８）整備管理者の研修受
講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4）

9 9

貨物 2022 4 12
有限会社ビートル（法人
番号3380002029534）
代表者加藤大輝

福島県相馬郡新地町谷
地小屋字南狼沢４－６
７

栃木

栃木県真岡市久
下田西６－２－
２ グラン
フィールサクラ
イ

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和3年6月16日及び同
年9月21日、監査を実施。9件の違反が認められた。（１）乗務時間等
告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、
（２）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3
条第6項）、（３）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第7条）、（４）乗務等の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第8条第1項）、（５）乗務等の記録事項違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（６）運行記録計による記録義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（７）運行指示書
の作成義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3）、
（８）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第1項）、（９）自動車に関する表示義務違反（道路運送法
第95条）

4 4



貨物 2022 4 12
有限会社大和急送（法人
番号1030002067315）
代表者横山圭一

埼玉県和光市新倉７－
７－２５

和光セン
ター

埼玉県和光市新
倉７－７－２５

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

無免許運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和3年
10月26日及び同年11月9日、監査を実施。4件の違反が認められた。
（１）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3
条第6項）、（２）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第1項）、（３）初任運転者に対する指導監督違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（４）初任運転
者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第10条第2項）

3 3

貨物 2022 4 12
新和実業株式会社（法人
番号7030001047279）
代表者神里貢

埼玉県和光市新倉２－
２４－５９

本社
埼玉県和光市新
倉２－２４－５
９

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

公安委員会からの通知を端緒として、令和4年2月17日、監査を実施。1
件の違反が認められた。（１）過積載運送（貨物自動車運送事業法第
17条第3項）

3 3

貨物 2022 4 12
株式会社シエル（法人番
号7090001015321）代
表者水谷浩道

山梨県南アルプス市
百々３４６８－３６

本社
山梨県南アルプ
ス市百々３４６
８－３６

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の2、道路運送車両
法第48条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和3年9月15日、監査
を実施。 3件の違反が認められた。（１）定期点検整備の実施違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第48
条）、（２）点検整備記録簿の記載違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第3条の2、道路運送車両法第49条）、（３）報告義務違反（貨
物自動車運送事業法第60条第1項）

1 1

貨物 2022 4 12

小林運輸サービス有限会
社（法人番号
3070002002159）代表
者小林崇仁

群馬県前橋市堀越町１
１７５－１

本社
群馬県太田市岩
瀬川町１９－１

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第2項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和3年11月10日、監査
を実施。3件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（２）高齢運転者
に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項）、（３）高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第10条第2項）

1 1

貨物 2022 4 12
菅原陸運株式会社（法人
番号6400001006652）
代表者菅原道子

岩手県遠野市東舘町12
番31号

本社営業所
岩手県遠野市青
笹町青笹第26地
割字野崎10番7

輸送施設の使用停止
（30日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第4項

令和3年7月27日、飲酒運転を端緒として監査を実施した結果、5件の違
反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第3条第4項）、（2）点検整備記
録簿等の記載違反（安全規則第3条の2及び道路運送車両法第49条）、
（3）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項、第2項、第3項）、
（4）点呼の記録義務違反（安全規則第7条第5項）、（5）運転者に対
する指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）

3 3

貨物 2022 4 12

マイスター株式会社（法
人番号
2030001097163） 代
表者遠藤貴司

福島県須賀川市仁井田
字万開152番地1

本社営業所
福島県須賀川市
仁井田字万開152
番地1

輸送施設の使用停止
（20日車）及び文書
警告

法第17条第1項1号

令和3年5月18日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、5件の違
反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第3条第4項）、（2）点呼の実施
違反（安全規則第7条第3項）、（3）乗務等の記録義務違反（安全規則
第8条）、（4）運行指示書の携行義務違反（安全規則第9条の3第1
項）、（5）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1
項）

2 2

貨物 2022 4 12

三八五トランスポート株
式会社（法人番号
4420001002016） 代
表者川口弘

青森県青森市大字野木
字野尻45番1

本社営業所
青森県青森市大
字野木字野尻45
番1

輸送施設の使用停止
（50日車）及び文書
警告

法第17条第1項1
号、法第17条第4項

令和3年7月21日、飲酒運転を端緒として監査を実施した結果、4件の違
反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第3条第4項）、（2）点呼の実施
義務違反（安全規則第7条第1項、第2項、第3項）、（3）運行指示書の
記載事項義務違反（安全規則第9条の3第2項）、（4）運転者に対する
指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）

5 5

貨物 2022 4 12

カトーレック株式会社
（法人番号
3010601029525) 代表
者加藤英輔

東京都江東区枝川2丁目
8番7号

中部支店
三重県桑名市大
字福岡町474-4

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

令和4年3月11日､重傷事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡1件の違反が認められた｡(1)運転者に対する指導監督義務違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)

0 0

タクシー 2022 4 12

株式会社弘前駅前タク
シー（法人番号
8420001009370） 代
表者三上智史

青森県弘前市大字駅前2
丁目4番地3

本社営業所
青森県弘前市大
字境関字豊川8番
地2号

輸送施設の使用停止
（105日車）及び文書
警告

法第27条第3項

令和3年8月6日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、2件の違
反が認められた｡（1）定期点検整備の実施違反（旅客自動車運送事業
運輸規則（以下｢運輸規則｣）第45条及び道路運送車両法第48条）、
（2）点検整備記録簿の記載違反（運輸規則第45条及び道路運送車両法
第49条）

11 16

貨物 2022 4 13
有限会社関空通運（法人
番号1120002015396 ）
代表者住谷幾久子

大阪府大阪市港区夕凪1
丁目14-5

本社
大阪府大阪市港
区夕凪1丁目14番
5号

警告
貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和4年3月17日、死亡事故を引き起こしたことを端緒に監査を実施。3
件の違反が確認された。（1）乗務時間等の告示の遵守違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）点
呼の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、（3）乗
務等の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第8条）

0 0

貨物 2022 4 13

西日本テック株式会社
（法人番号
2290001042234）代表
者田中直幸

福岡県福岡市東区多の
津4丁目2-50

小郡営業所
福岡県三井郡大
刀洗町大字本郷
1061

輸送施設の使用停止
（100日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第4項、法第18
条第1項

令和3年12月9日、監査実施。13件の違反が認められた。(1)必要な員数
の運転者の確保違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規
則」)第3条第1項)、(2)乗務時間等の基準の遵守違反(安全規則第3条第4
項)、(3)健康状態の把握義務違反(安全規則第3条第6項)、(4)点呼の実
施義務違反（安全規則第7条)、(5)点呼の記録義務違反(安全規則第7条
第5項)、(6)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(7)乗務等
の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(8)運行指示書の記載事項義務違
反(安全規則第9条の3第1項)、(9)運転者台帳の記載事項義務違反(安全
規則第9条の5第1項)、(10)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10
条第1項)、(11)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第
10条第2項)、(12)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1
項)、(13)運行管理者の補助者の要件違反（安全規則第18条第3項）

10 10

貨物 2022 4 13
清家興業有限会社（法人
番号9500002022818）
代表者清家信夫

愛媛県宇和島市寄松甲
1000-1

本社営業所
愛媛県宇和島市
寄松甲1000-1

輸送施設の使用停止
（110日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号、第4項、第60条
第1項

令和3年12月17日及び令和4年1月20日、公安委員会からの通報を端緒
として監査を実施したところ、7件の違反が確認された。(1)運転者の過
労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間及び連続運転時
間並びに前後２日の平均運転時間の限度を超え、また所定の休息期間
が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと（貨物自動車
運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、(2)運転者
の健康状態の把握が確実になされていなかったこと（安全規則第3条第
6項）、(3)運転者に対する点呼が確実になされていなかったこと（安全
規則第7条第1項、第2項、第3項）、(4)運転者に対する点呼の実施結果
の記録内容が不適切であったこと（安全規則第7条第5項）、(5)運行記
録計による記録が確実になされていなかったこと（安全規則第9条）、
(6)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する
指導監督が不適切であったこと（安全規則第10条第1項）、(7)事業報
告書及び事業実績報告書の提出をしていなかったこと（貨物自動車運
送事業法第60条第1項）

17 11

貨物 2022 4 14
株式会社大虎急送（法人
番号1230001005684）
代表者齊藤俊博

富山県富山市犬島新町1
丁目5-22

本店営業所
富山県富山市犬
島3丁目81-3

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和3年7月28日、監査実施。5件の違反が認められた。（1）点呼の記
録記載不備（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）
第7条第5項）（2）乗務等の記録記載不備（安全規則第8条）（3）運行
記録計による記録義務違反（安全規則第9条）（4）特定の運転者に対
する指導監督違反（安全規則第10条第2項）（5）特定の運転者に対す
る適性診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）

1 1



貨物 2022 4 15

株式会社ＴＲＩＣＫＳＴ
ＡＲ（法人番号
2290001063602）代表
者小林茂

福岡県小郡市寺福童
757-2

本社営業所
福岡県小郡市寺
福童757-2

輸送施設の使用停止
（60日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第8
条第1項、法第17条
第1項第1号、法第
17条第4項、法第18
条第3項

令和4年1月27日、監査実施。12件の違反が認められた。(1)、(2)事業
計画(自動車車庫・配置車両数)に定めるところに従う義務違反(貨物自
動車運送事業法第8条第1項)、(3)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(4)乗務時
間等の基準なお書き違反(安全規則第3条第4項)、(5)健康状態の把握義
務違反(安全規則第3条第6項)、(6)点呼の実施義務違反（安全規則第7
条)、(7)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(8)運転者台
帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(9)運転者に対する指
導監督違反(安全規則第10条第1項)、(10)特定運転者に対する特別な指
導監督違反(安全規則第10条第2項)(11)特定運転者に対する適性診断受
診義務違反(安全規則第10条第2項)、(12)運行管理者の選任(解任)未届
出違反(安全規則第19条)

6 6

貨物 2022 4 15

豊ビルダー九州株式会社
（法人番号
1290001036542）代表
者小西暁

福岡県糟屋郡新宮町大
字三代882番地の4

本社営業所
福岡県糟屋郡新
宮町上府字山下
836-6

輸送施設の使用停止
（130日車）、文書警
告、文書勧告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第8
条第1項、法第17条
第1項第2号、法第
17条第4項、道路運
送車両法第48条

令和4年1月6日、監査実施。18件の違反が認められた。(1)～(4)事業計
画(営業所・自動車車庫・休憩睡眠施設・主たる事務所)に定めるところ
に従う義務違反(貨物自動車運送事業法第8条第1項)､(5)定期点検整備の
実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条の
2、道路運送車両法第48条)､(6)整備管理者の研修受講義務違反(安全規
則第3条の4)、(7)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(8)
乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)､(9)運行記録計による記録
義務違反(安全規則第9条)､(10)運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9
条の5第1項)､(11)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第
1項)､(12)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)､(13)運
転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反(安全規則第
10条第1項)､(14)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規則
第10条第1項)､(15)特定運転者に対する特別な指導監督違反(安全規則第
10条第2項)､(16)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第
10条第2項)､(17)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1
項)､(18)事業者の（氏名・住所）変更届出義務違反(貨物自動車運送事
業法施行規則第44条第1項第5号)

13 13

タクシー 2022 4 15 柴田 浩二
愛知県岡崎市蓑川町3丁
目5番地4

シバタ介護
タクシー

愛知県岡崎市蓑
川町3丁目5番地4

輸送施設の使用停止
(20日車)及び文書警
告

旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第5
項

令和3年12月14日、重傷事故を引き起こしたことを端緒として、監査を
実施。4件の違反が認められた。(1)健康診断未受診(旅客自動車運送事
業運輸規則第21条第5項)､(2)点呼の記録記載事項不備(旅客自動車運送
事業運輸規則第24条第5項)､(3)運転者に対する指導監督義務違反(旅客
自動車運送事業運輸規則第38条第1項)､(4)定期点検未実施(旅客自動車
運送事業運輸規則第45条)､

2 2

貸切バス 2022 4 15

株式会社古賀タクシー
（法人番号
9290001036312）代表
者後藤正典

福岡県古賀市天神1丁目
4-15

本社営業所
福岡県古賀市天
神1丁目4-15

輸送施設の使用停止
（60日車）、文書警
告

道路運送法（以下｢
法｣）第9条の２第1
項、法第27条第3項

令和3年12月1日、監査実施。2件の違反が認められた。(1)運賃料金事
前届出、運賃料金変更事前届出違反（道路運送法第9条の2第1項）､(2)
運送引受書の記載事項不備違反（旅客自動車運送事業運輸規則第7条の
2第1項）

6 6

貨物 2022 4 18

シーエスエー近畿株式会
社（法人番号
4120901024016 ）代表
者平良武雅

大阪府豊中市名神口3丁
目10番5号

本社
大阪府豊中市名
神口3丁目10番5
号

事業停止（30日間）
輸送施設の使用停止
（145日車）

貨物自動車運送事業
法第18条第1項

令和2年9月2日及び同年9月3日、関係機関からの情報を端緒に監査を実
施。事業停止については、（1）運行管理者の選任違反（貨物自動車運
送事業法第18条第1項）の1件が認められ、使用停止については、（1）
疾病、疲労等のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則
（以下「安全規則」）第3条第6項）、（2）点検整備違反【定期点検整
備等の未実施】（安全規則第3条の2、道路運送車両法第48条）、（3）
点呼の実施違反【未実施】（安全規則第7条第1項～第3項）、（4）点
呼の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、（5）点
呼の記録違反【記録の改ざん・不実記載】（安全規則第7条第5項）、
（6）乗務等の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第8条）、
（7）運行記録計による記録違反【記録】（安全規則第9条）、（8）
（9）運転者台帳【作成】【記載事項等の不備】（安全規則第9条の5第
1項）、（10）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対し
て行う指導及び監督の指針」（以下「指導監督告示」）による運転者
に対する指導及び監督違反【大部分不適切】（安全規則第10条第1
項）、（11）指導監督告示による運転者に対する特別な指導及び運転
適性診断受診義務違反【運転適性診断の受診状況】（安全規則第10条
第2項）の11件が認められた。

45 45

貨物 2022 4 18
有限会社歓喜運送（法人
番号6380002000797）
代表者石井敏明

福島県福島市飯坂町平
野字若狭小屋14番地の6

福島トラッ
クステー
ション営業
所

福島県福島市飯
坂町平野字若狭
小屋14番地の6

事業の全部停止（14
日）、輸送施設の使
用停止（352日車）、
文書警告

法第8条第1項、法第
17条第1項1号、法
第17条第1項第2
号、法第17条4、法
第24条4

令和3年1月18日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、16件の
違反が認められた｡（1）各営業所に配置する事業用自動車の種別違反
（貨物自動車運送事業法施行規則（以下｢規則｣）第2条第1項第3号）、
（2）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
（以下｢安全規則｣）第3条第4項）、（3）乗務時間等の基準の遵守違反
【乗務時間等告示なお書きの遵守違反】（安全規則第3条第4項）、
（4）疾病･疲労等のおそれのある乗務（安全規則第3条第6項）、（5）
点検整備記録簿等の記載違反等（安全規則第3条の2および道路運送車
両法第49条）、（6）整備管理者の研修受講義務違反（安全規則第3条
の4）、（7）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項、第2項、第3
項）、（8）点呼の記録義務違反【一部記録なし】（安全規則第7条第5
項）、（9）点呼の記録義務違反【不実記載】（安全規則第7条第5
項）、（10）乗務等の記録事項義務違反（安全規則第8条）、（11）運
行記録計による記録義務違反（安全規則第9条）、（12）運行指示書の
記載義務違反（安全規則第9条の3第1項）、（13）運転者に対する指導
監督義務違反（安全規則第10条第1項）、（14）運行管理者の特別講習
受講義務違反（安全規則第23条第1項）、（15）運行管理者の講習受講
義務違反（安全規則第23条第1項）、（16）社会保険等加入義務違反
（安全規則第25条第2項）

59 59

貨物 2022 4 18
株式会社Ｈ・Ｎ・Ｃ（法
人番号8190001003298)
代表者西田秀昭

三重県津市河芸町上野
1321番地1

本社営業所
三重県津市河芸
町上野1321番地1

輸送施設の使用停止
(40日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和3年10月5日､労働局からの通報を端緒として､監査を実施｡7件の違
反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第3条第4項)､(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録記載事項不備(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(4)運行記録計による記録
義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(5)運転者台帳の記
載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(6)特
定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第2項)､(7)事業実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法第
60条第1項)

4 4

貨物 2022 4 19
株式会社ティア（法人番
号6180001045104）代
表者冨安徳久

愛知県豊橋市牧野町１
５８－３ （愛知県名
古屋市北区黒川本通３
－３５－１）

ティア越谷
埼玉県越谷市
越ヶ谷１－５－
５

輸送施設の使用停止
（180日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の2、道路運送車両
法第58条第1項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和3年10月12日、監査
を実施。1件の違反が認められた。（１）無車検運行（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第58条第1項）

18 18



貨物 2022 4 19

フジコマネス株式会社
（法人番号
6020001012152）代表
者河村貞昭

神奈川県横浜市青葉区
奈良町３３４－４

本社
神奈川県横浜市
青葉区奈良町３
３４－４

輸送施設の使用停止
（160日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和2年9月2日及び令和
3年7月28日、監査を実施。11件の違反が認められた。（１）疾病のお
それのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、
（２）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条）、（３）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第8条第1項）、（４）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第9条）、（５）運転者に対する指導監督違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（６）高齢運転者
に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項）、（７）高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（８）定期点検整備の実施違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第48
条）、（９）整備管理者の選任（変更）届出違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第52条）、（１０）運行管
理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1
項）、（１１）事業計画（車庫）の変更認可違反（貨物自動車運送事
業法第9条第1項）

16 16

貨物 2022 4 19

ヤマトボックスチャー
ター株式会社（法人番号
8010801015873）代表
者平塚俊彦

東京都中央区日本橋２
－１３－１０ 日本橋
サンライズビルディン
グ８階

東東京支店
東京都大田区平
和島６－１－１
４階

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の2、道路運送車両
法第58条第1項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和3年10月14日、監査
を実施。1件の違反が認められた。（１）無車検運行（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第58条第1項）

6 6

貨物 2022 4 19

株式会社テクノミルク
（法人番号
9060001002873）代表
者大根田正志

栃木県宇都宮市平出工
業団地５－３

本社
栃木県宇都宮市
平出工業団地５
－３

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和3年7
月29日及び同年10月5日、監査を実施。3件の違反が認められた。
（１）点呼の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第
5項）、（２）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第9条）、（３）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

2 2

貨物 2022 4 19
神建運輸株式会社（法人
番号9020001031579）
代表者沼田正

神奈川県横浜市瀬谷区
阿久和南２－１－１１

横浜
神奈川県横浜市
瀬谷区阿久和南
２－１－１１

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第23条
第1項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和3年10
月14日、監査を実施。2件の違反が認められた。（１）運転者に対する
指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、
（２）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第23条第1項）

1 1

貨物 2022 4 19

横浜水産運輸株式会社
（法人番号
6020001119550）代表
者松本丈成

神奈川県横浜市神奈川
区菅田町２３６－４５

本社
神奈川県横浜市
神奈川区菅田町
２３６－４５

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第2項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和3年11
月16日、監査を実施。3件の違反が認められた。（１）運転者に対する
指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、
（２）事故惹起運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第2項）、（３）事故惹起運転者に対する適性診断受
診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）

1 1

貨物 2022 4 19
有限会社田中陸送（法人
番号5070002027501）
代表者田中高雄

群馬県渋川市渋川３９
４３－１４

本社
群馬県渋川市金
井２１０－１

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和3年10月27日、監査
を実施。2件の違反が認められた。（１）乗務時間等告示の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（２）運転者に対
する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

1 1

貨物 2022 4 20
株式会社川津運輸（法人
番号9120901010671）
代表者川津三郎

大阪府高槻市津之江町1
丁目46番13号の2

本社
大阪府高槻市東
天川1丁目1番4号

輸送施設の使用停止
（100日車）

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

令和3年11月9日及び同年11月25日、関係機関からの情報を端緒に監査
を実施。9件の違反が認められた。（1）事業計画変更認可違反【乗務
員の休憩・睡眠施設の位置及び収容能力違反】（貨物自動車運送事業
法施行規則(以下「施行規則」)第2条第1項第5号）、（2）事業計画変
更事後届出違反【営業所又は荷扱所の名称、位置（利用運送のみに係
るもの及び運輸局長が指定する区域内におけるものに限る。）の変更
違反】（施行規則第7条第1項第2号、第3号）、（3）「貨物自動車運送
事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の
遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条
第4項）、（4）点検整備違反【定期点検整備等の未実施】（安全規則
第3条の2、道路運送車両法第48条）、（5）整備管理者の研修受講義務
違反【研修未受講】（安全規則第3条の4）、（6）点呼の実施違反【未
実施】（安全規則第7条第1項～第3項）、（7）点呼の記録違反【記載
事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、（8）「貨物自動車運送事業
者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による
運転者に対する指導及び監督違反【大部分不適切】（安全規則第10条
第1項）、（9）運行管理者補助者の要件違反（安全規則第18条第3項）

10 10

貨物 2022 4 20
有限会社シゲデン（法人
番号7120102015778）
代表者重信裕之

大阪府松原市天美我堂3
丁目1番地

本社
大阪府松原市天
美我堂3丁目1番
地

警告
貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和3年11月12日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。5
件の違反が認められた。（1）疾病、疲労等のおそれのある乗務（貨物
自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第6項）、（2）
（3）点呼の実施違反【未実施】【不適切】（安全規則第7条第1項～第
3項）、（4）点呼の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第
5項）、（5）乗務等の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第8
条）

0 0

貨物 2022 4 20

ユーピーエス・ジャパン
株式会社（法人番号
3010401059929) 代表
者西原哲夫

東京都港区芝浦4-13-23
名古屋集配
センター営
業所

愛知県名古屋市
港区十一屋2-162

輸送施設の使用停止
(10日車)

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の4

令和3年12月3日､監査方針に基づき､監査を実施｡1件の違反が認められ
た｡(1)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条の4)

1 1

貨物 2022 4 20

株式会社平安運輸倉庫
（法人番号
6160001012048) 代表
者岸田隆

滋賀県高島市ﾏｷﾉ町新保
字風呂田816番2

静岡営業所
静岡県静岡市清
水区鳥坂1140番
地

輸送施設の使用停止
(70日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和3年11月16日､監査方針に基づき､監査を実施｡4件の違反が認められ
た｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第4項)､(2)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第7条第5項)､(3)乗務等の記録不実記載(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第8条)､(4)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第9条)

7 7



貨物 2022 4 21

山梨高尾貨物株式会社
（法人番号
6090002006675）代表
者生沼芳清

山梨県甲斐市万才７４
１－１

本社
山梨県甲斐市万
才７４１－１

事業停止（7日間）、
輸送施設の使用停止
（257日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

死亡事故を引き起こしたこと及び行政処分等を受けたにもかかわらず
改善が認められないことを端緒として、令和3年1月20日、同年3月5日
及び同年12月3日に監査を実施。14件の違反が認められた。（１）乗務
時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4
項）、（２）乗務時間等告示なお書きの遵守違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第3条第4項）、（３）疾病のおそれのある乗務（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（４）点呼の実施義務違
反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（５）乗務等の記録
事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（６）運
行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9
条）、（７）運行指示書の作成義務違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第9条の3）、（８）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（９）初任運転者に対する適性
診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、
（１０）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第3条の2、道路運送車両法第48条）、（１１）整備管理者の選任（変
更）届出違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送
車両法第52条）、（１２）運行管理者の選任違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第18条）、（１３）運行管理者の解任届出違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第19条）、（１４）事業計画事前届出違
反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）

66 39

貸切バス 2022 4 21

奥出屋運送株式会社（法
人番号
8260001019618） 代
表者奥村哲美

岡山県久米郡美咲町打
穴中1030－1

本社
岡山県久米郡美
咲町打穴中1030
－1

文書警告（処分日車
数30日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

道路運送法第27条第
3項

令和4年3月9日及び同年4月12日、継続監視の監査対象であることを端
緒として監査を実施。3件の違反が認められた。(1)運送引受書の記載事
項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第7条
の2第1項）、(2)運行記録計による記録保存義務違反（運輸規則第26条
第1項）

3 3

貨物 2022 4 22

有限会社ワーク運輸(法
人番号
1240002048938） 代
表者森脇義光

広島県安芸郡熊野町初
神１丁目１－２

本社
広島県安芸郡熊
野町初神１丁目
１－２

輸送施設の使用停止
（30日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号、同項第2号及び
同条第4項

令和3年7月1日及び同年8月12日、死亡事故を端緒として監査を実施。6
件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項)(2)整備管理者の
研修未受講(安全規則第3条の4)(3)点呼の記録義務違反(安全規則第7条
第5項)(4)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)(5)運転者台帳
の記載事項義務違反（安全規則第9条の5第1項）(6)運転者に対する指
導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1項)

3 3

貨物 2022 4 25
白瀬運輸株式会社（法人
番号1120001157561）
代表者白瀬啓子

大阪府門真市四宮3丁目
2番19号

本社
大阪府門真市四
宮3丁目2番19号

輸送施設の使用停止
（170日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和3年10月6日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。8件の違
反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者
の勤務時間及び乗務時間に係る基準」（以下「乗務時間等告示」）の
遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3
条第4項）、（2）乗務時間等告示なお書きの遵守違反（一運行の勤務
時間）（安全規則第3条第4項）、（3）疾病、疲労等のおそれのある乗
務（安全規則第3条第6項）、（4）点呼の実施違反【未実施】（安全規
則第7条第1項～第3項）、（5）点呼の記録違反【記録の改ざん・不実
記載】（安全規則第7条第5項）、（6）運行指示書【記載事項等の不
備】(安全規則第9条の3第1項～第3項)、（7）「貨物自動車運送事業者
が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針による運転
者に対する指導及び監督違反【大部分不適切】（安全規則第10条第1
項）、（8）運行管理者の講習受講義務違反（安全規則第23条第1項）

17 17

貨物 2022 4 25
東亜商事株式会社（法人
番号3150001011945）
代表者福田善文

奈良県奈良市今市町60
番地1

本社
奈良県奈良市今
市町60番地1

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和3年12月16日、公安委員会からの通知を端緒に監査を実施。2件の
違反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転
者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）点呼の記
録違反【記録】（安全規則第7条第5項）

3 1

貨物 2022 4 25

有限会社ジェネシス（法
人番号３４３０００２０
４２４９８）代表者法島
直人

北海道北広島市大曲
緑ヶ丘２丁目５番地４

本社営業所
北海道北広島市
大曲緑ヶ丘２丁
目５番地４

文書警告
貨物自動車運送事業
法第１７条第１項第
１号

令和４年２月２４日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を
端緒として監査を実施。（１）乗務時間等の基準の遵守義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４
項）、（２）疾病・疲労等のおそれのある乗務（安全規則第３条第６
項）

0 0

貨物 2022 4 26
平成運輸有限会社（法人
番号3140002050737）
代表者松本浩一

兵庫県姫路市花田町加
納原田字松ケ坪739-6

本社
兵庫県姫路市花
田町加納原田字
松ケ坪739-6

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和3年10月22日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。3件の
違反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転
者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）（3）点
呼の実施違反【未実施】【不適切】（安全規則第7条第1項～第3項）

1 1

貨物 2022 4 26

有限会社ボルビック（法
人番号
2070002021408）代表
者矢内理香

群馬県伊勢崎市五目牛
町９０１

本社
群馬県伊勢崎市
五目牛町９０１

輸送施設の使用停止
（１0日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和３年１０月２７
日、監査を実施。４件の違反が認められた。（１）乗務時間等告示の
遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（２）疾
病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6
項）、（３）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第7条）、（４）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第1項）

1 1

貨物 2022 4 26

株式会社西里車輌（法人
番号２４４０００１００
３０２２）代表者西里孝
夫

北海道北斗市久根別５
丁目１０２番地の５６

本社営業所
北海道北斗市久
根別５丁目１０
２番地の５６

輸送施設の使用停止
（４０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
９条第３項後段、法
第１７条第１項第１
号、法第１７条第４
項

令和３年１０月２７日及び令和３年１１月２５日、その他事故、法令
違反、事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。７件の違反が認
められた。（１）事業計画事後届出義務違反［営業所の位置（利用運
送のみに係るもの及び運輸局長が指定する区域内におけるものに限
る。）の変更］（貨物自動車運送事業法施行規則第７条第１項第２
号、第３号）、（２）乗務時間等の基準の遵守義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、（３）
乗務時間等の基準なお書きの遵守義務違反［一運行の勤務時間］（安
全規則第３条第４項）、（４）乗務等の記録事項義務違反（安全規則
第８条）、（５）運行指示書の作成、指示又は携行義務違反（安全規
則第９条の３第１項から３項）、（６）運行指示書の記載事項義務違
反（安全規則第９条の３第１項）、（７）運転者に対する指導監督義
務違反（安全規則第１０条第１項）

4 4

貨物 2022 4 26

有限会社みどり急送（法
人番号１４５０００２０
１１８９０）代表者佐藤
輝巳

北海道河東郡音更町宝
来仲町南一丁目２番地
１７

有限会社み
どり急送営
業所

北海道河東郡音
更町中鈴蘭南三
丁目７番地４

輸送施設の使用停止
（８０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１１条、法第１７条
第１項第１号、法第
１７条第４項、道路
運送法第９５条

令和３年１１月１２日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況
を端緒として監査を実施。１０件の違反が認められた。（１）運賃及
び料金、運送約款等の掲示義務違反（貨物自動車運送事業法第１１
条）、（２）疾病・疲労等のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第６項）、（３）点呼の実
施不適切（安全規則第７条第１項、第２項）、（４）アルコール検知
器備え義務違反（安全規則第７条第４項）、（５）点呼の記録事項義
務違反（安全規則第７条第５項）、（６）運行記録計による記録義務
違反（安全規則第９条）、（７）運転者台帳の記載事項義務違反（安
全規則第９条の５第１項）、（８）運転者に対する指導監督義務違反
（安全規則第１０条第１項）、（９）特定運転者に対する特別な指導
義務違反（安全規則第１０条第２項）、（１０）自動車に関する表示
義務違反（道路運送法第９５条）

8 8



貨物 2022 4 26

株式会社オーレックス
（法人番号２４４０００
１００４７０６）代表者
髙西喜代司

北海道亀田郡七飯町字
藤城３７０番地９

本社営業所
北海道亀田郡七
飯町字藤城３７
０番地９

輸送施設の使用停止
（３０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項第
１号

令和３年９月３０日及び令和３年１０月１４日、その他事故、法令違
反、事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。２件の違反が認め
られた。（１）乗務時間等の基準の遵守義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、（２）乗務時
間等の基準なお書きの遵守義務違反（一運行の勤務時間）（安全規則
第３条第４項）

3 3

タクシー 2022 4 26
株式会社未来都(法人番
号4120001192878) 代
表者笹井美智子

大阪府大阪市北区中津
五丁目12番26号

中津
大阪市北区中津
五丁目12番26号

警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(放
置駐車違反)が過去一年以内に3件に達した。｢旅客自動車運送事業者が
事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針｣による運転者
に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

乗合バス 2022 4 26

有限会社中央ハイヤー
（法人番号１４５０００
２００９３９８）代表者
吉本信一郎

北海道富良野市西扇山
１

本社営業所
北海道富良野市
西扇山１

輸送施設の使用停止
（２０日車）及び文
書警告

道路運送法（以下
「法」）第１５条第
３項、道法第２７条
第３項、法第９４条
第１項、法第９５条

令和３年１１月１７日、旅客事業者運送事業等報告規則第２条第１項
に規定する事業報告書及び輸送実績報告書未提出を端緒として監査を
実施。７件の違反が認められた。（１）事業計画変更事前届出義務違
反［運行系統又は運送の区間］（道路運送法施行規則第１５条第１
項）、（２）乗務員台帳の記載事項義務違反（旅客自動車運送事業運
輸規則（以下「運輸規則」）第３７条第１項）、（３）特定運転者に
対する適性診断受診義務違反（運輸規則第３８条第２項）、（４）事
業用自動車内の自動車登録番号掲示義務違反（運輸規則第４２条第１
項）、（５）運行管理規程の制定義務違反（運輸規則第４８条の２第
１項）、（６）報告義務違反（道路運送法（以下「法」）第９４条第
１項）、（６）自動車に関する表示義務違反（法第９５条）

2 2

貸切バス 2022 4 26
株式会社サンユー（法人
番号8011701008595）
代表者 小野 伊三夫

東京都江戸川区東小岩
1-30-1

西東京営業
所

東京都武蔵村山
市榎3-51-2 サ
ウスウインド106

輸送施設の使用停止
（60日車）

道路運送法第9条の2
第1項

令和3年11月5日、定期的な監査を実施。1件の違反が認められた。(1)
運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2第1項)

6 6

貨物 2022 4 27

てらいちサービス有限会
社（法人番号
5120002075916）代表
者矢寺一美

大阪府交野市私部1丁目
33番2号

本社
大阪府交野市私
部1丁目33番2号

事業停止（30日間）
輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
法第27条第1項

令和2年11月27日、令和3年2月12日、同年4月19日及び令和4年1月28
日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。事業停止について
は、（1）名義貸し（貨物自動車運送事業法第27条第1項）の1件が認め
られ、使用停止については、（1）点検整備記録簿等の記載違反等【記
録の保存】（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）
第3条の2第2項、道路運送車両法第49条）、（2）（3）運転者台帳【作
成】【記載事項等の不備】（安全規則第9条の5第1項）、(4）「貨物自
動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の
指針」による運転者に対する特別な指導及び運転適性診断受診義務違
反【運転適性診断の受診状況】（安全規則第10条第2項）、（5）運行
管理者の講習受講義務違反（安全規則第23条第1項）、(6）運行管理者
補助者の要件違反（安全規則第18条第3項）の6件が認められた。

32 32

貨物 2022 4 27
株式会社近藤運輸（法人
番号2180001099450)
代表者近藤哲生

愛知県海部郡大治町大
字三本木字寒宿87番1

本社営業所
愛知県海部郡大
治町大字三本木
字寒宿87番1

輸送施設の使用停止
(10日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和3年10月14日､監査方針に基づき､監査を実施｡6件の違反が認められ
た｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第4項)､(2)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第7条第5項)､(3)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第8条)､(4)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第9条)､(5)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)､(6)運転者台帳の作成義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)

1 1

貨物 2022 4 27
森運送株式会社（法人番
号9180001027462) 代
表者森美智雄

愛知県名古屋市西区宝
地町121

本社営業所
愛知県名古屋市
西区宝地町121

輸送施設の使用停止
(40日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

令和3年12月22日､監査方針に基づき､監査を実施｡4件の違反が認められ
た｡(1)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)､
(2)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9
条の5第1項)､(3)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第2項)､(4)特定の運転者に対する運転適性診断未
受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)

4 4

貨物 2022 4 27
有限会社横山建材（法人
番号2190002002610)
代表者松谷和幸

三重県津市芸濃町椋本
547番地

本社営業所
三重県津市芸濃
町椋本547番地

輸送施設の使用停止
(30日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和3年10月7日及び令和3年10月25日､関係機関からの情報を端緒とし
て､監査を実施｡10件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵
守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)健康診断未受
診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)､(3)点呼の実施義務違
反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(4)点呼の
記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)点呼の
記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(6)運
転者台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第
1項)､(7)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第9条の5第1項)､(8)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(9)特定の運転者に対する運転適性
診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(10)事業実
績報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項)

3 3

タクシー 2022 4 28

日本城タクシー株式会社
(法人番号
8120001031999) 代表
者坂本篤紀

大阪府大阪市住之江区
新北島3丁目1番12号

本社
大阪府大阪市住
之江区新北島3丁
目1番12号

輸送施設の使用停止
(10日車)

道路運送法(以下｢
法｣)第29条

令和3年12月3日、公安委員会からの通報を端緒として監査を実施。2件
の違反が認められた。(1)｢旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転
者に対して行う指導及び監督の指針｣による運転者に対する指導監督義
務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)、(2)自動車事故報告
規則に規定する事故の届出違反【未届出】(法第29条)

1 1

乗合バス 2022 4 28

丹後海陸交通株式会社
(法人番号
1130001040543) 代表
者廣瀨一雄

京都府宮津市字新浜
1991番地1号

本社営業所
京都府与謝郡与
謝野町字上山田
641番地1号

輸送施設の使用停止
(70日車)

道路運送法第27条第
3項

令和3年12月22日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。2件の違
反が認められた。(1)点検整備関係義務違反【無車検運行(道路運送車両
法第58条第1項)】(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第45
条)、(2)｢旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う
指導及び監督の指針｣による運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則
第38条第1項)

15 7

乗合バス 2022 4 28

京阪京都交通株式会社
(法人番号
4130001010527) 代表
者阪本和宏

京都府京都市南区東九
条南石田町5番地

西京営業所
京都府京都市西
京区樫原秤谷町
22番地1

輸送施設の使用停止
(60日車)

道路運送法第27条第
3項

令和4年1月6日及び同年1月24日、法令違反の疑いを端緒として監査を
実施。2件の違反が認められた。(1)点検整備関係義務違反【無車検運行
(道路運送車両法第58条第1項)】(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運
輸規則｣)第45条)、(2)｢旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者
に対して行う指導及び監督の指針｣による運転者に対する指導監督義務
違反(運輸規則第38条第1項)

6 6

乗合バス 2022 4 28

若松第一交通株式会社
（法人番号
3290801012303）代表
者大橋健二

福岡県北九州市若松区
くきのうみ中央7番23号

二島営業所
福岡県北九州市
若松区二島5-8-
107

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年4月22日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対
する指導監督違反（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

貨物 2022 5 9
株式会社大翔運輸（法人
番号9180001115143)代
表者大平孝

愛知県名古屋市港区神
宮寺一丁目208番地

本社営業所
愛知県名古屋市
港区神宮寺一丁
目208番地

輸送施設の使用停止
(40日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和3年10月26日､監査方針に基づき､監査を実施｡4件の違反が認められ
た｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第
1項第4号)､(2)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第4項)､(3)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条第6項)､(4)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)

4 4



貨物 2022 5 9
広進運輸株式会社（法人
番号2500001016488）
代表者岸田睦広

愛媛県新居浜市船木甲
3938番地の3

本社営業所
愛媛県新居浜市
船木甲3938番地3

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

令和4年3月4日、公安委員会からの通報を端緒として監査を実施したと
ころ、1件の違反が確認された。(1)過積載による運送の引き受けを行っ
ていたこと（貨物自動車運送事業法第17条第3項）

3 3

貨物 2022 5 10
株式会社山岸興業（法人
番号5060001023873）
代表者山岸幸太

栃木県佐野市高萩町４
０５－４

本社
栃木県佐野市高
萩町４０５－４

輸送施設の使用停止
（220日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第8条
第1項

公安委員会からの通知を端緒として、令和3年5月19日、同年6月14日及
び同年9月14日、監査を実施。10件の違反が認められた。（１）乗務時
間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4
項）、（２）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条第6項）、（３）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第7条）、（４）乗務等の記録の改ざん・不実記載（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（５）運行記録計によ
る記録の改ざん・不実記録（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9
条）、（６）運行指示書の作成義務違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第9条の3）、（７）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（８）定期点検整備の実施違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第48条
第1項）、（９）事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条
第3項）、（１０）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1
項、貨物自動車運送事業報告規則第2条）

22 22

貨物 2022 5 10
丸藤高速株式会社（法人
番号4060001020095）
代表者藤生亨

栃木県足利市梁田町４
４３－２

本社
栃木県足利市上
渋垂町２７１－
３

輸送施設の使用停止
（150日車）、輸送の
安全確保命令

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第8条
第1項

救護措置義務違反があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、
令和3年5月13日及び同年6月2日、監査を実施。10件の違反が認められ
た。（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条第4項）、（２）点呼の記録事項違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第5項）、（３）乗務等の記録事項違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（４）乗務等の記録の改ざ
ん・不実記載（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、
（５）運行記録計による記録の改ざん・不実記録（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第9条）、（６）運転者に対する指導監督違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（７）定期点検整備の実施
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第
48条第1項）、（８）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第23条第1項）、（９）報告義務違反（貨物自動車運
送事業法第60条第1項、貨物自動車運送事業報告規則第2条）、（１
０）自動車に関する表示義務違反（道路運送法第95条）

15 15

貨物 2022 5 10

有限会社三井新聞店（法
人番号
6050002012339）代表
者三井公平

茨城県土浦市文京町１
８－２６

本社
茨城県土浦市文
京町１８－２６

輸送施設の使用停止
（150日車）、輸送の
安全確保命令

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和3年7
月9日及び同年8月18日、監査を実施。11件の違反が認められた。
（１）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3
条第6項）、（２）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第7条）、（３）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第8条第1項）、（４）運転者に対する指導監督違反等（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（５）高齢運転者に対
する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、
（６）高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第2項）、（７）定期点検整備の実施違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第48条第1
項）、（８）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第23条第1項）、（９）事業計画の変更認可違反（貨物自動
車運送事業法第9条第1項）、（１０）事業計画事前届出違反（貨物自
動車運送事業法第9条第3項）、（１１）自動車に関する表示義務違反
（道路運送法第95条）

15 15

貨物 2022 5 10
株式会社中谷運輸（法人
番号5020001093763）
代表者中谷康治

神奈川県川崎市川崎区
殿町３－９－１３

本社
神奈川県川崎市
川崎区殿町３－
９－１３

輸送施設の使用停止
（70日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和2年11月20日、令和
3年5月20日、同年7月7日及び同年11月9日に監査を実施。8件の違反が
認められた。（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第4項）、（２）疾病のおそれのある乗務（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（３）点呼の実施義務違反
等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（４）乗務等の記録事
項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（５）運行
記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9
条）、（６）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第1項）、（７）初任運転者に対する適性診断受診義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（８）運行
管理補助者の要件違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3
項）

7 7

貨物 2022 5 10
株式会社倉沢（法人番号
3070001036323）代表
者須藤和義

群馬県吾妻郡中之条町
大字中之条町６８－３

伊勢崎
群馬県伊勢崎市
赤堀今井町２－
１０１０

輸送施設の使用停止
（50日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和3年6月11日、同年7
月9日及び同年9月6日に監査を実施。9件の違反が認められた。（１）
点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、
（２）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条
第1項）、（３）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条）、（４）運行指示書の作成義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第9条の3）、（５）運転者に対する指導監督違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（６）高齢運転
者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項）、（７）初任・高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（８）整備管理者の研修
受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4）、（９）
報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項、貨物自動車運送事
業報告規則第2条）

5 5

貨物 2022 5 10
株式会社誠光運輸（法人
番号6050001007364)代
表者荻谷家光

茨城県那珂市向山１２
６９－２

那珂
茨城県那珂市向
山１２６４－３

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

公安委員会からの通知を端緒として、令和4年4月20日、監査を実施。2
件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督違反等（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（２）事業計画事前届出
違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）

0 0

貨物 2022 5 10
有限会社中内運輸（法人
番号ー）代表者池田三男

東京都江戸川区宇喜田
町１８５

本社、江戸
川

（本社）東京都
江東区南砂７－
４－５、（江戸
川）東京都江戸
川区江戸川５－
４１－４

許可の取り消し
貨物自動車運送事業
法第32条

所在不明であることを端緒として調査を実施したところ、事業の無届
出休止・廃止が判明したことから、事業許可を取消したもの。（１）
事業の無届出休止・廃止（貨物自動車運送事業法第32条）

0 0

貨物 2022 5 10

有限会社大八ライン（法
人番号
3010402007861）代表
者平山恒弘

東京都港区港南１－２
－２７

本社、八千
代

（本社）東京都
港区港南１－２
－２７、（八千
代）千葉県八千
代市吉橋字西内
野１８３８

許可の取り消し
貨物自動車運送事業
法第32条

所在不明であることを端緒として調査を実施したところ、事業の無届
出休止・廃止が判明したことから、事業許可を取消したもの。（１）
事業の無届出休止・廃止（貨物自動車運送事業法第32条）

0 0

貨物 2022 5 10
有限会社泰豊商事（法人
番号7040002035001）
代表者木村栄彦

千葉県市川市稲荷木３
－１５－１６

東京
東京都江東区新
木場１－１－６
９

許可の取り消し
貨物自動車運送事業
法第32条

所在不明であることを端緒として調査を実施したところ、事業の無届
出休止・廃止が判明したことから、事業許可を取消したもの。（１）
事業の無届出休止・廃止（貨物自動車運送事業法第32条）

0 0



貨物 2022 5 10

有限会社エキスプレス二
一（法人番号
1011801021629）代表
者西川譲

東京都江東区塩浜２－
２９－１９

塩浜
東京都江東区塩
浜２－２９－１
９

許可の取り消し
貨物自動車運送事業
法第32条

所在不明であることを端緒として調査を実施したところ、事業の無届
出休止・廃止が判明したことから、事業許可を取消したもの。（１）
事業の無届出休止・廃止（貨物自動車運送事業法第32条）

0 0

貨物 2022 5 10

有限会社福祉葬儀社（法
人番号
4040002074902）代表
者田口利雄

千葉県市原市市原４０
２－６

本社
千葉県市原市市
原４０２－３

許可の取り消し
貨物自動車運送事業
法第32条

所在不明であることを端緒として調査を実施したところ、事業の無届
出休止・廃止が判明したことから、事業許可を取消したもの。（１）
事業の無届出休止・廃止（貨物自動車運送事業法第32条）

0 0

タクシー 2022 5 10
三和交通株式会社（法人
番号1011501009453）
代表者太田祥平

東京都荒川区南千住３
－１２－６

本社営業所
東京都荒川区南
千住３－１２－
６

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和4年5月10日、駐車違反があった旨の公安委員会からの通知を端緒
として監査を実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監
督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

タクシー 2022 5 10

北九西鉄タクシー株式会
社（法人番号
4290801021674）代表
者江頭慎一

福岡県北九州市八幡東
区昭和2丁目6番地15号

中央営業所
福岡県北九州市
八幡東区昭和2丁
目6番地15号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年4月25日、監査実施。1件の違反が認められた。（1）運転者に
対する指導監督違反（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

貸切バス 2022 5 10

富士山ご来光ツアー株式
会社（法人番号
7090001009736） 代
表者 流石 喜久巳

山梨県南都留郡富士河
口湖町船津3450－17

本社営業所
山梨県南都留郡
富士河口湖町船
津3454-3

文書警告（処分日車
数25日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第４５条

令和4年2月28日、新規許可を受けたことを端緒に監査を実施。3件の違
反が認められた。(1)乗務員服務規律制定義務違反(旅客自動車運送事業
運輸規則(以下｢運輸規則｣)第41条)､(2)定期点検整備等の未実施(運輸規
則第45条)､(3)運行管理者に対する指導監督義務違反(運輸規則第48条の
3)

3 3

貨物 2022 5 11
有限会社愛運（法人番号
1180002023261)代表者
仲宗根広子

愛知県愛西市二子町新
田259番地

弥富営業所
愛知県弥富市前ｹ
須町字東勘助88
野村ﾊｲﾂ302号室

輸送施設の使用停止
(70日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第5号

令和3年10月22日及び令和3年11月17日､監査方針に基づき､監査を実
施｡12件の違反が認められた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運
送事業法施行規則第2条第1項第5号)､(2)事業計画事後届出違反(貨物自
動車運送事業法施行規則第7条第1項第3号)､(3)乗務時間等基準告示の遵
守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(4)健康診断未受
診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)､(5)整備管理者の研修
受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4)､(6)点呼の実
施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並
びに第3項)､(7)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第5項)､(8)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第8条)､(9)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第9条)､(10)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第9条の3第1項)､(11)特定の運転者に対する運転適
性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(12)事業
報告書及び事業実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項)

7 7

貨物 2022 5 11
株式会社ＫＯＹＯ（法人
番号1180001058291)代
表者岩崎勝志

愛知県西尾市一色町対
米中野28番地3

本社営業所
愛知県西尾市一
色町対米中野28
番3

輸送施設の使用停止
(80日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和3年10月20日及び令和3年10月21日､監査方針に基づき､監査を実
施｡8件の違反が認められた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運
送事業法施行規則第2条第1項第4号)､(2)乗務時間等基準告示の遵守違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(3)健康診断未受診(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)､(4)点呼の実施義務違反(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(5)点呼の記録記
載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(6)運転者台
帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､
(7)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9
条の5第1項)､(8)事業報告書及び事業実績報告書未提出(貨物自動車運送
事業法第60条第1項)

8 8

貨物 2022 5 11

有限会社日林重興業所
（法人番号
4200002014189)代表者
林愛曹

岐阜県大垣市赤坂町
3240番地1

本社営業所
岐阜県大垣市赤
坂町字六町3240
番地1

輸送施設の使用停止
(20日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和3年11月24日､監査方針に基づき､監査を実施｡2件の違反が認められ
た｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第4項)､(2)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第9条の5第1項)

2 2

貨物 2022 5 11
鵬鶴株式会社（法人番号
7190001003860)代表者
林孝明

三重県津市栗真小川町
247番地1

本社営業所
三重県津市河芸
町上野1953番地1

輸送施設の使用停止
(30日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第2号

令和3年10月20日､監査方針に基づき､監査を実施｡11件の違反が認めら
れた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条
第1項第2号)､(2)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規
則第2条第1項第5号)､(3)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第3条第4項)､(4)健康診断未受診(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第3条第6項)､(5)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(6)点呼の記録記載事項不備(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(7)運転者台帳の作成義務
違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(8)運転者台帳
の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､
(9)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第10条第2項)､(10)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(11)輸送の安全にかかわる情
報の公表義務違反(貨物自動車運送事業法第24条の3)

3 3

タクシー 2022 5 11

大垣タクシー株式会社
（法人番号
8200001013403)代表者
大角勇雄

岐阜県大垣市藤江町五
丁目105番地の2

本社営業所
岐阜県大垣市藤
江町五丁目105番
地2号

輸送施設の使用停止
(20日車)及び文書警
告

旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第5
項

令和3年11月17日及び令和3年11月30日、監査方針に基づき、監査を実
施。3件の違反が認められた。(1)健康診断未受診(旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第5項)､(2)特定の運転者に対する指導義務違反(旅客自
動車運送事業運輸規則第38条第2項)､(3)特定の運転者に対する運転適性
診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)

2 2

タクシー 2022 5 11

川辺タクシー株式会社
（法人番号
4200001017481)代表者
林猛

岐阜県加茂郡川辺町中
川辺508番地1号

本社営業所
岐阜県加茂郡川
辺町中川辺字城
裏508番地1号

輸送施設の使用停止
(70日車)及び文書警
告

旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第5
項

令和3年12月13日、監査方針に基づき、監査を実施。6件の違反が認め
られた。(1)健康診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第5
項)､(2)点呼の実施義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第1項
及び第2項)､(3)乗務員台帳の作成､備付義務違反(旅客自動車運送事業運
輸規則第37条第1項)､(4)乗務員台帳の記載事項等不備(旅客自動車運送
事業運輸規則第37条第1項)､(5)特定の運転者に対する指導義務違反(旅
客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)､(6)特定の運転者に対する運転
適性診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)

7 7

タクシー 2022 5 11

宮川タクシー株式会社
（法人番号
3200003002664)代表者
五反田美穂

岐阜県高山市国府町広
瀬町916番地4号

古川営業所
岐阜県飛騨市古
川町金森町10番
41号

輸送施設の使用停止
(30日車)及び文書警
告

旅客自動車運送事業
運輸規則第25条第3
項

令和4年1月13日、監査方針に基づき、監査を実施。5件の違反が認めら
れた。(1)乗務等の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第25
条第3項)､(2)特定の運転者に対する指導義務違反(旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第2項)､(3)特定の運転者に対する運転適性診断未受診
(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)､(4)整備管理者の研修受講
義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第46条)､(5)一般講習受講義務違
反(旅客自動車運送事業運輸規則第48条の4第1項)

3 3

乗合バス 2022 5 11
宇部市交通局(法人番号
3000020352021)代表者
大谷唯輝

山口県宇部市大字善和
字牛明203－90

交通局
山口県宇部市大
字善和字牛明203
番地90号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年1月20日及び同年3月25日、重傷事故を端緒として監査を実施。
2件の違反が認められた。(1)点呼の記録義務違反（旅客自動車運送事業
運輸規則（以下「運輸規則」）第24条第5項）、(2)運転者に対する指
導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)

0 0



タクシー 2022 5 13
関タクシー株式会社（法
人番号9200001019267)
代表者三輪浩史

岐阜県関市栄町1丁目53
番地

本社営業所
岐阜県関市栄町
1-53

輸送施設の使用停止
(10日車)及び文書警
告

旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第5
項

令和3年12月9日、監査方針に基づき、監査を実施。6件の違反が認めら
れた。(1)健康診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第5項)､
(2)点呼の記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)､(3)
点呼の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)､
(4)特定の運転者に対する指導義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第
38条第2項)､(5)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(旅客自動車
運送事業運輸規則第38条第2項)､(6)運行管理規程の記載事項不適切(旅
客自動車運送事業運輸規則第48条の2第1項)

1 1

貨物 2022 5 16

株式会社ヤマサ商事（法
人番号
1110001018467）代表
者大滝弥一

新潟県岩船郡関川村大
島1071番地

本社営業所
新潟県岩船郡関
川村大島1071番
地

輸送施設の使用停止
（50日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項及び
同条第4項

令和4年3月16日、監査実施。14件の違反が認められた。（1）乗務時間
等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）（2）乗務時間等告示なお書きの遵守違反（安全規
則第3条第4項）（3）疾病、疲労等のおそれのある乗務（安全規則第3
条第6項）（4）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1～3項）（5）
点呼の記録義務違反（安全規則第7条第5項）（6）点呼の記録記載不備
（安全規則第7条第5項）（7）乗務等の記録義務違反（安全規則第8
条）（8）乗務等の記録記載不備（安全規則第8条）（9）運行記録計に
よる記録義務違反（安全規則第9条）（10）運行指示書の記載不備（安
全規則第9条の3第1～3項）（11）運行指示書及び写しの保存義務違反
（安全規則第9条の3第4項）（12）運転者台帳の作成義務違反（安全規
則第9条の5第1項）（13）運転者台帳の記載不備（安全規則第9条の5第
1項）（14）運転者に対する指導監督違反（安全規則第10条第1項）

5 5

貨物 2022 5 16
有限会社共栄商運（法人
番号7180002071692)代
表者阿知波良

愛知県瀬戸市曽野町
1667番地

尾張旭営業
所

愛知県尾張旭市
狩宿町3-132

輸送施設の使用停止
(130日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和3年10月22日､監査方針に基づき､監査を実施｡7件の違反が認められ
た｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第
1項第4号)､(2)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第4項)､(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第7条第1項及び第2項)､(4)点呼の記録記載事項不備(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)点呼の記録不実記載(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(6)特定の運転者に対する指導義
務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(7)特定の運転
者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10
条第2項)

13 13

貨物 2022 5 16
株式会社常滑コンテ（法
人番号2180001093668)
代表者清水裕史

愛知県常滑市樽水町1丁
目143番地

本社営業所
愛知県常滑市樽
水町1丁目143番
地

輸送施設の使用停止
(100日車)

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和3年10月12日､監査方針に基づき､監査を実施｡3件の違反が認められ
た｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第
1項第4号)､(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
7条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録不実記載(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第7条第5項)

10 10

貨物 2022 5 16
有限会社若杉運送（法人
番号9210002004151)代
表者大久保嘉治

福井県福井市若杉1丁目
310

本社営業所
福井県坂井市丸
岡町南横地11字
12-1

輸送施設の使用停止
(120日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和3年10月22日及び令和3年11月4日､監査方針に基づき､監査を実施｡
4件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)点呼の記録義務違反(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(3)乗務等の記録記載事項不備(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(4)運行記録計による記録不実記載
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)

12 12

貨物 2022 5 16
栄光運輸株式会社（法人
番号4080401017359)代
表者大嶋雅彦

静岡県袋井市松原2485 本社営業所
静岡県袋井市松
原字相馬2485-1

輸送施設の使用停止
(120日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和3年11月2日､関係機関からの情報を端緒として､監査を実施｡15件の
違反が認められた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法
施行規則第2条第1項第4号)､(2)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(3)健康診断未受診(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第3条第6項)､(4)定期点検未実施(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第3条の2)､(5)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(6)点呼の実施不適切(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(7)点呼の記録記載事項
不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(8)乗務等の記録記
載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(9)運行記録計に
よる記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(10)運行指
示書の記載事項等の不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第
1項)､(11)運転者台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第9条の5第1項)､(12)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第10条第2項)､(13)特定の運転者に対する運転適性
診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(14)運行管
理規程の記載事項不適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第21条第1
項)､(15)運行管理者の選任解任届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第19条)

12 12

貨物 2022 5 17

有限会社藤村小型運送
（法人番号
8400002002938）代表
者藤村幸雄

岩手県盛岡市湯沢16地
割15番地4

本社営業所
岩手県盛岡市湯
沢16地割15番地4

文書警告
貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第4項

令和4年5月12日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、1件の違
反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第10条第1項）

0 0

貨物 2022 5 17
株式会社廻船問屋（法人
番号6090001004663）
代表者内藤強

山梨県笛吹市石和町河
内２３４－１

本社
山梨県笛吹市石
和町河内２３４
－１

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和3年9月22日、同年
10月20日及び同年11月12日、監査を実施。9件の違反が認められた。
（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第3条第4項）、（２）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第6項）、（３）点呼の記録義務違反等（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条第5項）、（４）乗務等の記録事項違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（５）運行記録計
による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、
（６）運行指示書の記載事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第9条の3）、（７）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第10条第1項）、（８）点検整備記録簿の記載違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第49
条）、（９）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第
1項）

4 4

貨物 2022 5 17

平井産業運輸有限会社
（法人番号
3070002021225）代表
者磯雄司

群馬県伊勢崎市平井町
１０８２

本社
群馬県伊勢崎市
平井町１０８５

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

労働局からの通報を端緒として、令和3年7月14日、監査を実施。1件の
違反が認められた。（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第3条第4項）

3 3

タクシー 2022 5 17

有限会社となん交通（法
人番号
6400002004812）代表
者桂和枝

岩手県盛岡市門2丁目17
番14号

本社営業所
岩手県盛岡市門2
丁目124番2号

輸送施設の使用停止
（20日車）

道路運送法第27条第
3項

令和3年9月27日、29日及び30日、監査方針を端緒として監査を実施し
た結果、1件の違反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違
反（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

2 2

乗合バス 2022 5 17

小田急バス株式会社（法
人番号
1012401021275）代表
者早川弘之

東京都調布市仙２－１
９－５

町田営業所
東京都町田市野
津田町２８４－
１

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和4年3月22日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。1件
の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車
運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

貸切バス 2022 5 17
野村交通株式会社（法人
番号6260001027977）
代表者 唐川 純二

岡山県倉敷市福田町古
新田860

関東支店営
業所

茨城県坂東市長
谷910-1

輸送施設の使用停止
（60日車）

道路運送法第9条の2
第1項

令和3年9月29日及び令和3年10月12日、定期的な監査を実施。3件の違
反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2第
1項)､(2)運送引受書の記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則(以
下｢運輸規則｣第7条の2第1項))､(3)運行指示書の記載事項不備(運輸規則
第28条の2第1項)

6 6



貨物 2022 5 18
山徳運輸有限会社（法人
番号5180002072395)代
表者柴田徳之

愛知県瀬戸市平町2-71 津島営業所

愛知県あま市七
宝町川部丸田54
番地(丸田ｺｰﾎﾟ
101)

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条
の5第1項

令和4年4月15日､公安委員会からの通知を端緒として､監査を実施｡2件
の違反が認められた｡(1)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(2)運転者に対する指導監督義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)

0 0

貨物 2022 5 19
有限会社前田商事（法人
番号1380002026005）
代表者前田幹夫

福島県いわき市常盤西
郷町銭田104番地の12

本社営業所
福島県いわき市
常盤西郷町銭田
104番地の12

輸送施設の使用停止
（65日車）及び文書
警告

法第17条第1項第1
号、法第17条第1項
第2項及び法第17条
第4項

令和3年6月29日及び8月6日、監査方針を端緒として監査を実施した結
果、10件の違反が認められた｡（1）各営業所に配置する事業用自動車
の種別違反（貨物自動車運送事業法施行規則（以下｢規則｣）第6条第1
項第1号）、（2）必要な員数の運転者の確保違反（安全規則第3条第1
項、第2項）、（3）乗務時間等の基準の遵守違反（安全規則第3条第4
項）、（4）定期点検整備の実施違反（安全規則第3条の2及び道路運送
車両法第48条）【未実施1回×2両】、（5）定期点検整備の実施違反
（安全規則第3条の2及び道路運送車両法第48条）【未実施2回×3
両】、（6）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項、第2項）、
（7）点呼の記録義務違反（安全規則第7条第5項）、（8）乗務等の記
録義務違反（安全規則第8条）、（9）運行記録計による記録義務違反
（安全規則第9条）、（10）運転者に対する指導監督義務違反（安全規
則第10条第1項）

7 7

貨物 2022 5 19

株式会社小野運送店（法
人番号
1010701002037）代表
者小野正彦

東京都品川区南品川４
－２－３３

群馬
群馬県伊勢崎市
赤堀鹿島町６５
６－１

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

労働局からの通報を端緒として、令和4年2月18日、監査を実施。1件の
違反が認められた。（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第3条第4項）

0 0

貨物 2022 5 19

株式会社川翔プログレス
（法人番号
9010401062159）代表
者川嶋浩嗣

東京都港区芝浦1-4-1芝
浦SFビル6階

大阪
大阪府四條畷市
清滝中町30番33
号

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第2
号

令和3年11月11日及び同年12月13日、関係機関からの情報を端緒に監
査を実施。6件の違反が認められた。（1）整備管理者の研修受講義務
違反【研修未受講】（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全
規則」)第3条の4）、（2）点呼の実施違反【未実施】（安全規則第7条
第1項～第3項）、（3）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転
者に対して行う指導及び監督の指針」（以下「指導監督告示」）によ
る運転者に対する指導及び監督違反【一部不適切】（安全規則第10条
第1項）、（4）（5）指導監督告示による運転者に対する指導及び監督
に係る記録の作成・保存【記録】【記載事項等の不備】（安全規則第
10条第1項）、（6）運行管理者補助者の要件違反（安全規則第18条第3
項）

2 2

貨物 2022 5 20
有限会社良光運送（法人
番号2370802001875）
代表者阿部繁

宮城県亘理郡亘理町逢
隈牛袋字西河原30番地5

本店営業所
宮城県亘理郡亘
理町逢隈牛袋字
西河原30番地5

輸送施設の使用停止
（160日車）及び文書
警告

法第17条第4項

令和3年5月27日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として監査を実
施した結果、10件の違反が認められた｡（1）疾病･疲労等のおそれのあ
る乗務（安全規則第3条第6項）、（2）点呼の実施義務違反（安全規則
第7条第1項、第2項）、（3）点呼の記録義務違反（安全規則第7条第5
項）、（4）運行記録計による記録義務違反（安全規則第9条）【記録
なし】、（5）運行記録計による記録義務違反（安全規則第9条）【一
部保存なし】、（6）運転者台帳の作成義務違反（安全規則第9条の5第
1項）、（7）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1
項）、（8）運転者に対する指導監督の記録違反（安全規則第10条第1
項）、（9）指導監督告示による運転者に対する特別な指導義務違反
（安全規則第10条第2項）、（10）指導監督告示による運転者に対する
運転適性診断義務違反（安全規則第10条第2項）

16 16

貨物 2022 5 20

めいそう物流株式会社
（法人番号
8190001024856)代表者
渡邊孟紀

三重県三重郡川越町大
字豊田648番地7

本社営業所
三重県四日市市
天ｶ須賀2丁目
1676番1

輸送施設の使用停止
(60日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和3年10月26日､監査方針に基づき､監査を実施｡13件の違反が認めら
れた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条第4項)､(2)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第3条の4)､(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(4)点呼の記録義務違反(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)点呼の記録記載事項不備(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(6)運行記録計による記録義
務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(7)運転者台帳の記載
事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(8)運転
者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条
第1項)､(9)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第2項)､(10)特定の運転者に対する運転適性診断未受
診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(11)一般講習受講義
務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)､(12)輸送の安全
にかかわる情報の公表義務違反(貨物自動車運送事業法第24条の3)､(13)
事業実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項)

6 6

貨物 2022 5 20
有限会社川合運送（法人
番号5130002005038）
代表者小向克幸

京都府京田辺市多々羅
前田61番地

本社
京都府京都市南
区上鳥羽塔ノ森
柴東町2、1、3

輸送施設の使用停止
（70日車）

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

令和3年11月2日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。12件の違
反が認められた。（1）事業計画変更認可違反【営業所の位置（運輸局
長が指定する区域外に限る。）の違反】（貨物自動車運送事業法施行
規則（以下「施行規則」）第2条第1項第2号）、（2）事業計画変更認
可違反【自動車車庫の位置及び収容能力違反】（施行規則第2条第1項
第4号）、（3）事業計画変更認可違反【乗務員の休憩・睡眠施設の位
置及び収容能力違反】（施行規則第2条第1項第5号）、（4）点呼の実
施違反【未実施】（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第7条第1項～第3項）、（5）（6）点呼の記録違反【記録】【記
載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、（7）（8）乗務等の記録
違反【記録】【記載事項等の不備】（安全規則第8条）、（9）運行記
録計による記録違反【記録】（安全規則第9条）、（10）運転者台帳
【記載事項等の不備】（安全規則第9条の5第1項）、（11）「貨物自動
車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指
針」（以下「指導監督告示」）による運転者に対する指導及び監督に
係る記録の作成・保存【記録】（安全規則第10条第1項）、（12）指導
監督告示による運転者に対する特別な指導及び運転適性診断受診義務
違反【運転適性診断の受診状況】（安全規則第10条第2項）

7 7

貨物 2022 5 20
服部商事株式会社（法人
番号9122001006204）
代表者服部修一

大阪府東大阪市新庄西1
番13号

本社
大阪府東大阪市
新庄西1番13号

輸送施設の使用停止
（70日車）

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

令和3年11月4日及び同年11月24日、公安委員会からの通報を端緒に監
査を実施。8件の違反が認められた。（1）事業計画変更認可違反【乗
務員の休憩・睡眠施設の位置及び収容能力違反】（貨物自動車運送事
業法施行規則（以下「施行規則」）第2条第1項第5号）、（2）事業計
画変更事後届出違反【営業所又は荷扱所の名称、位置（利用運送のみ
に係るもの及び運輸局長が指定する区域内におけるものに限る。）の
変更違反】（施行規則第7条第1項第2号、第3号）、（3）「貨物自動車
運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基
準」の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）、（4）整備管理者の研修受講義務違反【研修未受
講】（安全規則第3条の4）、（5）点呼の実施違反【未実施】（安全規
則第7条第1項～第3項）、（6）乗務等の記録違反【記載事項等の不
備】（安全規則第8条）、（7）「貨物自動車運送事業者が事業用自動
車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する
指導及び監督違反【大部分不適切】（安全規則第10条第1項）、（8）
運行管理者の講習受講義務違反（安全規則第23条第1項）

7 7



貨物 2022 5 20

ヤマトホームコンビニエ
ンス株式会社（法人番号
4010001059584）代表
者寺田秀樹

東京都中央区日本橋3-
11-1

東大阪支店
大阪府東大阪市
布市町2丁目10番
20号

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和3年10月27日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。1件の
違反が認められた。（1）運行管理者に対する指導監督違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第22条）

1 1

貨物 2022 5 23
上辻運送有限会社（法人
番号4130002034211）
代表者奥岩隆広

京都府舞鶴市字上安久
小字洲崎651

本社
京都府舞鶴市字
上安久小字洲崎
651-20、651-21

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和3年12月9日、労働局からの通報を端緒に監査を実施。4件の違反が
認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤
務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）点呼の記録違反
【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、（3）乗務等の記録違
反【記載事項等の不備】（安全規則第8条）、（4）運行記録計による
記録違反【記録】（安全規則第9条）

3 3

貨物 2022 5 23
株式会社旭運送（法人番
号9140001046730）代
表者上田英代

兵庫県朝来市和田山町
法道寺27-1

姫路
兵庫県姫路市花
田町上原田427番
地の1

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
法第9条第3項前段

令和3年11月12日及び同年11月29日、死亡事故を引き起こしたことを
端緒に監査を実施。7件の違反が認められた。（1）事業計画変更事前
届出違反【各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数違反】
（貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1号）、（2）「貨物自
動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る
基準」の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）、（3）点呼の実施違反【未実施】（安全規則第7
条第1項～第3項）、（4）点呼の記録違反【記載事項等の不備】（安全
規則第7条第5項）、（5）運行指示書【記載事項等の不備】(安全規則
第9条の3第1項～第3項)、（6）「貨物自動車運送事業者が事業用自動
車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」（以下「指導監督告
示」）による運転者に対する指導及び監督違反【一部不適切】（安全
規則第10条第1項）、（7）指導監督告示による運転者に対する特別な
指導及び運転適性診断受診義務違反【運転適性診断の受診状況】（安
全規則第10条第2項）

2 2

貨物 2022 5 23
天道株式会社（法人番号
6290801023578）代表
者越田和行

福岡県北九州市戸畑区
浅生3丁目1番6-102号

本社営業所
福岡県北九州市
戸畑区浅生3丁目
1番6-102号

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和4年3月8日、監査実施。1件の違反が認められた。（1）運転者台帳
の記載事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)

0 0

貨物 2022 5 24

北部貨物自動車株式会社
（法人番号
2400001007786）代表
者千葉功

岩手県九戸郡九戸村大
字山屋第3地割字山屋
120番地1

本社営業所

岩手県九戸郡九
戸村大字山屋第3
地割字山屋120番
地1

輸送施設の使用停止
（90日車）及び文書
警告

法第17条第1項1
号、法第17条第4項

令和3年7月7日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、6件の違
反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反（安全規則第3条第
4項）、（2）点呼の記録義務違反（安全規則第7条第5項）、（3）運行
指示書の作成義務違反（安全規則第9条の3第1項）、（4）運転者に対
する指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）、（5）高齢運転者に
対する指導監督義務違反（安全規則第10条第2項）、（6）高齢運転者
に対する適性診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）

9 9

タクシー 2022 5 24

スマート交通株式会社
(法人番号
5120101052279)代表者
松本秋男

大阪府堺市北区常磐町3
丁18番4

本社
大阪府堺市北区
常磐町3丁18番4

警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年4月19日、事故を引き起こしたことを端緒として監査を実施。1
件の違反が認められた。｢旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転
者に対して行う指導及び監督の指針｣による運転者に対する指導監督義
務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

貸切バス 2022 5 24
有限会社東栄観光（法人
番号2050002044815）
代表者 鈴木 力

茨城県結城市大字山王
203

本社営業所
茨城県結城市大
字山王203-2

輸送施設の使用停止
（90日車）

道路運送法第9条の2
第1項

令和3年10月29日、定期的な監査を実施。4件の違反が認められた。(1)
運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2第1項)､(2)運送引受書
の記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第7条
の2第1項)､(3)運行記録計による記録義務違反(運輸規則第26条第1項)､
(4)運行指示書の記載事項不備(運輸規則第28条の2第1項)

9 9

貨物 2022 5 25
株式会社丸善配送（法人
番号9420002008783）
代表者石黒善男

青森県八戸市大字市川
町字長者久保1番地25

盛岡営業所
岩手県盛岡市羽
場10地割100番地

輸送施設の使用停止
（10日車）及び文書
警告

法第17条第4項

令和3年12月6日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、2件の違
反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第
10条第1項）、（2）初任運転者に対する指導監督義務違反（安全規則
第10条第2項）

1 7

貨物 2022 5 25

有限会社ｾﾝﾄﾗﾙｴｷｽﾌﾟﾚｽ
（法人番号
4380002010344）代表
者添田義勝

福島県郡山市田村町上
行合字北川田48番地2

本社営業所

福島県郡山市田
村町上行合字北
川田48番地2、48
番地1

輸送施設の使用停止
（20日車）及び文書
警告

法第17条第1項1
号、法第17条第4項

令和3年11月9日及び26日、監査方針を端緒として監査を実施した結
果、3件の違反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反（安全
規則第3条第4項）、（2）点呼の記録義務違反（安全規則第7条第5
項）、（3）運転者に対する指導監督の記録違反（安全規則第10条第1
項）

2 2

貨物 2022 5 25
株式会社大通（法人番号
8110001012736）代表
者原庄司

新潟県新発田市舟入町
1-12-5

本社営業所
新潟県新発田市
舟入町1-12-5

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和3年12月15日、監査実施。1件の違反が認められた。（1）点呼の記
録改ざん・不実記載（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）

6 6

貨物 2022 5 25
株式会社原田商会（法人
番号9122001013118）
代表者坂本誠二

大阪府東大阪市長瀬町1
丁目2番17号

奈良
奈良県御所市豊
年橋通り851番地
3

警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和4年3月16日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。2件の違反
が認められた。(1)乗務等の記録違反【記載事項等の不備】（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第8条）、(2)健康保険法、厚生年金保険法、労
働者災害補償保険法及び雇用保険法に基づく社会保険等加入義務者が
社会保険等に未加入（貨物自動車運送事業法施行規則第14条第2号）

0 0

タクシー 2022 5 25

株式会社草津タクシー
(法人番号
9240001002830）代表
者中津良

広島県広島市西区商工
センター8丁目3番7号

本社営業所
広島県広島市西
区商工センター8
丁目3番7号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年5月20日、情報提供を端緒として監査を実施。1件の違反が認め
られた。運転者に対する指導監督義務違反（駐停車違反、放置駐車違
反その他の道路交通法の違反行為に係るもの）（旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1項）

0 0

乗合バス 2022 5 25
高槻市(法人番号
4000020272078)代表者
西岡博史

大阪府高槻市桃園町2番
地1号

芝生
大阪府高槻市芝
生町4丁目3番地1
号

輸送施設の使用停止
(10日車)

道路運送法第27条第
3項

令和4年1月20日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。｢旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対し
て行う指導及び監督の指針｣による運転者に対する指導監督義務違反(旅
客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

1 1

貨物 2022 5 27
株式会社ＰＭＰ（法人番
号7200001035209)代表
者末武勤

岐阜県加茂郡富加町滝
田1172番地32

本社営業所
岐阜県加茂郡富
加町滝田1172番
地32

輸送施設の使用停止
(20日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和3年12月2日､重傷事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡6件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)乗務等の記録記載事項不備
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(3)運行記録計による記録義
務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(4)運転者に対する指
導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(5)運
転者に対する指導監督記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第1項)､(6)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)

2 2



貨物 2022 5 27
大坪運輸有限会社（法人
番号1480002000791）
代表者久米敏勝

徳島県徳島市八万町大
坪91-5

本社営業所
徳島県徳島市八
万町大坪91-5

輸送施設の使用停止
（110日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法第9条第1項、17
条第1項第1号、第2
号、第4項

令和3年12月16日及び令和4年3月15日、第一当死亡事故を端緒として
監査を実施したところ、14件の違反が確認された。(1)自動車車庫の位
置及び収容能力に係る事業計画変更認可を受けていなかったこと（貨
物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号、(2)運転者の勤務時間
及び乗務時間に従った乗務割等を定めていなかったこと（貨物自動車
運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）(3)運転者の
過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間及び連続運転
時間の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗
務していた者があったこと（安全規則第3条第4項）、(4)運転者の過労
防止に関する措置が不適切であり、１箇月の拘束時間の限度を超えて
乗務していた者があったこと（安全規則第3条第4項）、(5)事業用自動
車の定期点検整備等を実施していなかったこと（安全規則第3条の2、
道路運送車両法第48条）、(6)運転者に対する点呼が確実になされてい
なかったこと（安全規則第7条第1項、第2項、第3項）、(7)運転者に対
する点呼の実施が不適切であったこと（安全規則第7条第1項、第2項、
第3項）、(8)運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であっ
たこと（安全規則第7条第5項）、(9)運転者の乗務について定められた
事項の記録が不適切であったこと（安全規則第8条）、(10)運行記録計
による記録が確実になされていなかったこと（安全規則第9条）、(11)
運行指示書を作成していなかったこと（安全規則第9条の3第1項、第2
項、第3項）、(12)運転者台帳の作成が確実になされていなかったこと
（安全規則第9条の5第1項）、(13)運転者台帳について定められた事項

11 11

貨物 2022 5 27
有限会社新名運送（法人
番号9350002010788）
代表者新名康二

宮崎県日向市大字財光
寺1366-84

本社営業所
宮崎県日向市大
字財光寺字菜切
1366-84

輸送施設の使用停止
（40日車）、文書警
告、文書勧告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第8
条第1項、法第17条
第1項第1号、法第
17条第4項、法第60
条第1項、貨物自動
車運送事業法施行規
則第44条第1項第6
号

令和3年11月11日、監査実施。14件の違反が認められた。(1)事業計画
(自動車車庫)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法
（以下｢法｣）第8条第1項)､(2)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車
運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(3)健康状態の
把握義務違反(安全規則第3条第6項)、(4)点呼の記録義務違反(安全規則
第7条第5項)、(5)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)､(6)運転
者台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)､(7)運転者台帳の記載
事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)､(8)運転者に対する指導監督違
反(安全規則第10条第1項)､(9)運転者に対する指導監督の記録又は指導
監督の記録保存違反(安全規則第10条第1項)､(10)運転者に対する指導監
督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1項)､(11)特定運転者に対する
特別な指導監督違反(安全規則第10条第2項)､(12)特定運転者に対する適
性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)､(13)報告義務違反(法第60
条第1項)､(14)事業者たる法人の役員、社員の変更届出義務違反(貨物自
動車運送事業法施行規則第44条第1項第6号)

4 4

貨物 2022 5 30
有限会社丸茂総業（法人
番号6030002062303）
代表者並木我津史

埼玉県新座市栄5-3-35 長野営業所
長野県長野市大
字大町字浅川原
1053-41

輸送施設の使用停止
（50日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項及び
同条第4項

令和3年7月12日、監査実施。10件の違反が認められた。（1）乗務時間
等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）（2）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1、2
項）（3）点呼の記録義務違反（安全規則第7条第5項）（4）点呼の記
録記載不備（安全規則第7条第5項）（5）乗務等の記録記載不備（安全
規則第8条）（6）運行記録計による記録義務違反（安全規則第9条）
（7）運行指示書の作成義務違反（安全規則第9条の3第1項）（8）運転
者台帳の記載不備（安全規則第9条の5第1項）（9）運転者に対する指
導監督違反（安全規則第10条第1項）（10）特定の運転者に対する適性
診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）

5 5

貨物 2022 5 30

有限会社ＮＫＳ流通（法
人番号
4450002008281）代表
者中山雅晴

北海道上川郡東川町西
町９丁目１０１番地４

本社営業所
北海道上川郡東
川町西町9丁目
101番地4

輸送施設の使用停止
（200日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項第1号、
法第17条第1項第2
号、法第17条第4
項、法第18条第3項

令和3年11月12日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を端緒
として監査を実施。15件の違反が認められた。（1）乗務時間等の基準
の遵守義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）、（2）疾病・疲労等のおそれのある乗務（安全規
則第3条第6項）、（3）定期点検整備の実施義務違反（安全規則第3条
の2）、（4）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項、第2項）、
（5）点呼の実施不適切（安全規則第7条第1項、第2項）、（6）アル
コール検知器の常時有効保持義務違反（安全規則第8条）、（10）運行
記録計による記録義務違反（安全規則第9条）、（11）運転者台帳の作
成義務違反（安全規則第9条の5第1項）、（12）運転者台帳の記載事項
義務違反（安全規則第9条の5第1項）、（13）運転者に対する指導監督
義務違反（安全規則第10条第1項）、（14）特定運転者に対する適性診
断受診義務違反（安全規則第10条第2項）、（15）運行管理者の選任
（解任）届出義務違反（安全規則第19条）

20 20

貨物 2022 5 30
有限会社酒谷（法人番号
2430002052267）代表
者酒谷広希

北海道滝川市朝日町東1
丁目5-17

本社営業所
北海道砂川市空
知太西１条3丁目
141番地46

輸送施設の使用停止
（60日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項第１号、
法第17条第1項第2
号、法第17条第4項

令和4年2月17日、苦情を端緒として監査を実施。4件の違反が認められ
た。（1）乗務時間等の基準の遵守義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）疾病・疲労等のお
それのある乗務（安全規則第3条第6項）、（3）日常点検の実施義務違
反（安全規則第3条の2）、（4）運転者台帳の記載事項義務違反（安全
規則第9条の5第1項）

6 6

貨物 2022 5 30

室田運送株式会社（法人
番号７４６０１０１００
６２５７）代表者室田大
介

北海道上川郡清水町南
２条９丁目１４番地２

本社営業所
北海道上川郡清
水町南２条９丁
目１２

輸送施設の使用停止
（９０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
９条第１項、法第１
１条、法第１７条第
１項第１号、法第１
７条第１項第２号、
法第１７条第４項、
法第６０条第１項

令和３年１１月１１日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況
を端緒として監査を実施。１５件の違反が認められた。（１）事業計
画変更認可義務違反［自動車車庫の位置及び収容能力］（貨物自動車
運送事業法施行規則第２条第１項第４号）、（２）運賃及び料金、運
送約款等の掲示義務違反（貨物自動車運送事業法（以下「法」）第１
１条）、（３）乗務時間等の基準の遵守義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、（４）疾病・
疲労等のおそれのある乗務（安全規則第３条第６項）、（５）整備不
良車両等運行（安全規則第３条の２）、（６）自動車検査証の備付け
義務違反（安全規則第３条の２）、（７）定期点検整備の実施義務違
反（安全規則第３条の２）、（８）整備管理者の研修受講義務違反
（安全規則第３条の４）、（９）点呼の実施義務違反（安全規則第７
条第１項、第２項）、（１０）乗務等の記録義務違反（安全規則第８
条）、（１１）運行記録計による記録義務違反（安全規則第９条）、
（１２）運転者台帳の作成義務違反（安全規則第９条の５第１項）、
（１３）運転者台帳の記載事項義務違反（安全規則第９条の５第１
項）、（１４）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第１０条
第１項）、（１５）報告義務違反（法第６０条第１項）

9 9

貨物 2022 5 31
秀和運輸株式会社（法人
番号5020001073179）
代表者斎藤邦治

神奈川県川崎市川崎区
千鳥町３－２

本社
神奈川県川崎市
川崎区千鳥町３
－２

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

死亡事故があった旨公安委員会からの通知を端緒として、令和3年10月
26日、監査を実施。3件の違反が認められた。（１）疾病のおそれのあ
る乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（２）運転
者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条
第1項）、（３）事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条
第3項）

4 4



貨物 2022 5 31
銚子通運株式会社（法人
番号6040001062286）
代表者大里忠弘

千葉県銚子市三崎町２
－２６１６－４

銚子
千葉県銚子市三
崎町２－２６１
６

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年1月12日、監査
を実施。9件の違反が認められた。（１）乗務時間等告示の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（２）疾病のおそ
れのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、
（３）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条）、（４）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第8条第1項）、（５）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第9条）、（６）運行指示書の作成義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3）、（７）運転者に対する指
導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、
（８）運賃及び料金並びに運送約款の無掲示（貨物自動車運送事業法
第11条）、（９）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項、
貨物自動車運送事業報告規則第2条の2）

3 3

貨物 2022 5 31
有限会社川崎商会（法人
番号1070002023132）
代表者川崎清

群馬県桐生市菱町上菱
５－４１５－２

本社
群馬県みどり市
笠懸町鹿３２８
５－２

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第2項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和3年10月20日、監査
を実施。8件の違反が認められた。（１）乗務時間等告示の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（２）点呼の記録
義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）、（３）
運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10
条第1項）、（４）高齢運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第10条第2項）、（５）高齢運転者に対する適性診断
受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、
（６）整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条の4）、（７）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第23条第1項）、（８）事業計画事前届出違反
（貨物自動車運送事業法第9条第3項）

3 3

貨物 2022 5 31
有限会社栗原商事（法人
番号9030002109316）
代表者栗原克己

埼玉県川口市安行領根
岸160-48

滋賀
滋賀県彦根市平
田町610-3

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和3年11月16日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。5件の違
反が認められた。（1）点呼の実施違反【未実施】（貨物自動車運送事
業輸送安全規則（以下「安全規則」)第7条第1項～第3項）、（2）点呼
の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、（3）乗務
等の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第8条）、（4）運行記
録計による記録違反【記録】（安全規則第9条）、（5）健康保険法、
厚生年金保険法、労働者災害補償保険法及び雇用保険法に基づく社会
保険等加入義務者が社会保険等に未加入（貨物自動車運送事業法施行
規則第14条第2号）

4 4

貨物 2022 5 31
有限会社戸田運送（法人
番号6160002008375）
代表者戸田裕二

滋賀県犬上郡豊郷町大
字高野瀬723-1

本社
滋賀県犬上郡豊
郷町大字高野瀬
723-1

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

令和3年12月9日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。12件の違
反が認められた。（1）事業計画変更認可違反【営業所の位置（運輸局
長が指定する区域外に限る。）の違反】（貨物自動車運送事業法施行
規則（以下「施行規則」）第2条第1項第2号）、（2）事業計画変更認
可違反【自動車車庫の位置及び収容能力違反】（施行規則第2条第1項
第4号）、（3）事業計画変更認可違反【乗務員の休憩・睡眠施設の位
置及び収容能力違反】（施行規則第2条第1項第5号）、（4）事業計画
変更事後届出違反【主たる事務所の名称及び位置の変更違反】（施行
規則第7条第1項第1号）、（5）疾病、疲労等のおそれのある乗務（貨
物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第6項）、
（6）（7）点呼の実施違反【未実施】【不適切】（安全規則第7条第1
項～第3項）、（8）（9）点呼の記録違反【記録】【記載事項等の不
備】（安全規則第7条第5項）、（10）乗務等の記録違反【記載事項等
の不備】（安全規則第8条）、（11）運行記録計による記録違反【記
録】（安全規則第9条）、（12）運転者台帳【記載事項等の不備】（安
全規則第9条の5第1項）

6 6

貨物 2022 5 31
有限会社河内運送（法人
番号3330002002388）
代表者中村一信

熊本県熊本市西区河内
町船津2059-5

本社営業所
熊本県熊本市西
区河内町大字船
津2709-97

輸送施設の使用停止
（30日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第11
条、法第17条第1項
第1号、法第17条第
4項

令和4年2月9日、監査実施。7件の違反が認められた。(1)運送約款掲示
違反(貨物自動車運送事業法第11条)､(2)乗務時間等の基準の遵守違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、
(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(4)点呼の記録事項義務違反
(安全規則第7条第5項)、(5)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第
9条の5第1項)､(6)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)､
(7)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反(安全規
則第10条第1項)

3 3

タクシー 2022 5 31

タカラ自動車株式会社
(法人番号
3122001024582)代表者
岩﨑謙一

大阪府東大阪市荒本西3
丁目5番3号

本社
大阪府東大阪市
荒本西3丁目5番3
号

警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(放
置駐車違反)が過去一年以内に3件に達した。｢旅客自動車運送事業者が
事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針｣による運転者
に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

1 0

タクシー 2022 5 31
第一交通株式会社(法人
番号1250002018213）
代表者栗原教臣

山口県岩国市南岩国町4
丁目65番28号

本社営業所
山口県岩国市南
岩国町4丁目1530
番地1号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年4月25日、情報提供を端緒として監査を実施。3件の違反が認め
られた。(1)疾病・疲労等のおそれのある乗務禁止違反（旅客自動車運
送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第21条第5項）、(2)乗務等の記
録事項義務違反（運輸規則第25条第3項）、(3)乗務員台帳の記載事項
義務違反（運輸規則第37条第1項）

0 0

タクシー 2022 5 31

有限会社福三タクシー
(法人番号
3240002014376）代表
者山口加代子

広島県広島市西区都町
21番3号

本社営業所
広島県広島市西
区都町21番3号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年5月26日、情報提供を端緒として監査を実施。1件の違反が認め
られた。運転者に対する指導監督義務違反（駐停車違反、放置駐車違
反その他の道路交通法の違反行為に係るもの）（旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1項）

0 0

貸切バス 2022 5 31

グリーン観光株式会社
（法人番号
2070001011723） 代
表者 青木 重男

群馬県富岡市妙義町大
字下高田315-1

本社営業所
群馬県富岡市妙
義町大字下高田
315-1

文書警告（処分日車
数40日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第24条第3
項

令和4年2月22日及び令和4年3月8日、定期的な監査を実施。1件の違反
が認められた。(1)点呼の実施義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第
24条第3項)

4 4

貨物 2022 6 1
有限会社佐藤運送（法人
番号4370802000280）
代表者佐藤佳廣

宮城県岩沼市下野郷字
新関迎123番地

本社営業所
宮城県岩沼市下
野郷字新関迎123
番地

文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項1号、法第
17条第4項

令和4年5月17日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、3件の違
反が認められた｡（1）疾病･疲労等のおそれのある乗務（貨物自動車運
送事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣第3条第6項）、（2）運転者に対
する指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）、（3）運転者に対す
る指導監督の記録違反（安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2022 6 1
福岡急送株式会社（法人
番号2210001009397)代
表者福岡時彦

福井県吉田郡永平寺町
東古市第2号23番地1

本社営業所
福井県吉田郡永
平寺町東古市第2
号23番地1

輸送施設の使用停止
(100日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和3年10月19日及び令和3年10月25日､関係機関からの情報を端緒と
して､監査を実施｡9件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵
守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)健康診断未受
診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)､(3)整備管理者の研修
受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4)､(4)点呼の実
施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並
びに第3項)､(5)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第8条)､(6)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条)､(7)運行指示書の記載事項等の不備(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第9条の3第1項)､(8)一般講習受講義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)､(9)事業報告書及び事業実績報
告書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項)

10 10



貸切バス 2022 6 1

佐久平観光バス株式会社
（法人番号
1100001007933)代表者
黒河秀美

長野県佐久市大字上平
尾698番地5

本社営業所
長野県佐久市大
字上平尾698番地
5

文書警告（処分日車
数20日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

道路運送法第27条第
3項

令和4年4月15日、監査実施。1件の違反が認められた。（1）疾病、疲
労等のおそれのある乗務（旅客自動車運送事業運輸規則第21条第5項）

2 2

貨物 2022 6 2

Kーライン有限会社(法
人番号
5280002002251）代表
者加藤雅弘

島根県松江市八幡町字
灘大土手796-39

本社営業所
島根県松江市八
幡町字灘大土手
796-39

文書警告

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第17
条第1項第１号、法
第17条第4項

令和4年5月16日、情報提供を端緒として監査を実施。3件の違反が認め
られた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反(安全規則
第7条第1項及び第2項)、(3)運行記録計による記録義務違反(安全規則第
9条)

0 0

貨物 2022 6 3

株式会社ＳＫＢトランス
ポート（法人番号
3200001031979)代表者
山口松吾

岐阜県多治見市住吉町
二丁目43番地の4

本社営業所
岐阜県多治見市
富士見町2丁目36
番地1

輸送施設の使用停止
(50日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和3年11月9日､死亡事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡4件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)健康診断未受診(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第3条第6項)､(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(4)運転者に対する指導監
督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)

5 5

貨物 2022 6 3
株式会社愛東物流（法人
番号4180001095761)代
表者高庄貴士

愛知県豊明市栄町三ﾂ池
下40番2

本社営業所
愛知県名古屋市
緑区鳴海町字長
田72番地1

輸送施設の使用停止
(70日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和3年11月9日､監査方針に基づき､監査を実施｡9件の違反が認められ
た｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第
1項第4号)､(2)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第4項)､(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第7条第1項及び第2項)､(4)点呼の記録義務違反(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)点呼の記録記載事項不備(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(6)運転者台帳の記載事項等不備
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(7)特定の運転者に
対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､
(8)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第2項)､(9)一般講習受講義務違反(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第23条第1項)

7 7

タクシー 2022 6 3

辰巳タクシー株式会社
（法人番号
4080001003271)代表者
寺田幸廣

静岡県静岡市葵区駒形
通2丁目2-25

向敷地営業
所

静岡県静岡市向
敷地字木ﾉ上309-
6

輸送施設の使用停止
(60日車)及び文書警
告

旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第5
項

令和4年1月14日、監査方針に基づき、監査を実施。6件の違反が認めら
れた。(1)健康診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第5項)､
(2)点呼の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5
項)､(3)乗務等の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第25条
第3項)､(4)乗務員台帳の記載事項等不備(旅客自動車運送事業運輸規則
第37条第1項)､(5)特定の運転者に対する指導義務違反(旅客自動車運送
事業運輸規則第38条第2項)､(6)特定の運転者に対する運転適性診断未受
診(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)

6 6

タクシー 2022 6 3 比知屋保 静岡県伊東市寿町2-20 本店営業所
静岡県伊東市寿
町2-16

輸送施設の使用停止
(20日車)及び文書警
告

旅客自動車運送事業
運輸規則第24条第5
項

令和4年1月21日、監査方針に基づき、監査を実施。3件の違反が認めら
れた。(1)点呼の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第24条
第5項)､(2)特定の運転者に対する指導義務違反(旅客自動車運送事業運
輸規則第38条第2項)､(3)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(旅
客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)

2 2

乗合バス 2022 6 3
京阪バス株式会社(法人
番号5130001010526)代
表者鈴木一也

京都府京都市南区東九
条南石田町5番地

交野
大阪府交野市星
田北5丁目55番地
7号

警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年4月27日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。｢旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対し
て行う指導及び監督の指針｣による運転者に対する指導監督義務違反(旅
客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

2 0

貸切バス 2022 6 3
丸山運送株式会社（法人
番号4190001008664)代
表者堀岡孝

三重県伊賀市枅川82-10 本社営業所
三重県伊賀市枅
川82番地の10

文書警告(処分日車数
30日車のため､一般貸
切旅客自動車運送事
業者に対する行政処
分等の基準3.(6)によ
る)

道路運送法第12条第
1項

令和3年12月9日、監査方針に基づき、監査を実施。6件の違反が認めら
れた。(1)運賃料金､運送約款の掲示義務違反(道路運送法第12条第1項)､
(2)点呼の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5
項)､(3)乗務等の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第25条
第2項)､(4)乗務員台帳の作成､備付義務違反(旅客自動車運送事業運輸規
則第37条第1項)､(5)乗務員台帳の記載事項等不備(旅客自動車運送事業
運輸規則第37条第1項)､(6)輸送実績報告書未提出(道路運送法第94条第
1項)

7 3

タクシー 2022 6 6

静岡平和タクシー株式会
社（法人番号
5080001002925）代表
者石崎浩之

静岡県静岡市葵区鷹匠2
丁目2番6号

用宗営業所
静岡県静岡市駿
河区用宗1丁目
380番地

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和4年5月10日、重傷事故を引き起こしたことを端緒として、監査を
実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反
(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

タクシー 2022 6 6

北九州第一交通株式会社
（法人番号
7290801002663）代表
者大橋健二

福岡県北九州市小倉北
区下富野3丁目9番3号

小倉営業所
福岡県北九州市
小倉北区下富野
3-667-1

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年5月24日､監査実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対す
る指導監督違反（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

貸切バス 2022 6 6

河野清弘（ケイユー交
通）（法人番号
4300001010468）代表
者河野清弘

佐賀県唐津市呼子町 本店営業所
佐賀県唐津市呼
子町

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年5月20日、監査実施。2件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規
則」）第21条第1項）、(2)点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条
第5項）

0 0

貨物 2022 6 7
有限会社北都商運（法人
番号3070002030886)代
表者鈴木信

群馬県邑楽郡邑楽町中
野２９５７－１１

本社
群馬県邑楽郡邑
楽町中野２９５
７－１１

輸送施設の使用停止
（100日車）

貨物自動車運送事業
法第25条第2項

公安委員会からの通知を端緒として、令和3年9月29日、監査を実施。5
件の違反が認められた。（１）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第7条）、（２）運転者に対する指導監督違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（３）不正改造車両
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第41
条）、（４）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第
1項）、（５）営業類似違法行為を行う自家用貨物自動車の利用（貨物
自動車運送事業法第25条第2項）

10 10

貨物 2022 6 7

アートバンライン株式会
社（法人番号
5120901015088）代表
者寺田寿男

大阪府大阪市中央区城
見１－２－２７

海老名
神奈川県海老名
市社家３３９５
－２０２

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和3年10月29日及び同
年12月13日、監査を実施。5件の違反が認められた。（１）乗務時間等
告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、
（２）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条）、（３）運行指示書の作成義務違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第9条の3）、（４）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（５）運行管理者の講習受講
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項）

18 3

貨物 2022 6 7
株式会社宝福商事（法人
番号8090001015155）
代表者宝福雄司

神奈川県横須賀市太田
和１－４０－８（山梨
県中巨摩郡昭和町飯喰
１３８３－１内藤ハウ
ス２０４）

神奈川
神奈川県横須賀
市太田和１－４
０－８

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

公安委員会からの通知を端緒として、令和4年4月12日、監査を実施。1
件の違反が認められた。（１）過積載運送（貨物自動車運送事業法第
17条第3項）

3 3

貨物 2022 6 7
広島運輸株式会社(法人
番号4240001009137）
代表者木坂孝

広島県広島市南区西蟹
屋2丁目1－4

主管支店
広島県広島市南
区東駅町1番3－3

輸送施設の使用停止
(20日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第9
条第3項前段及び法
第17条第4項

令和3年9月3日、酒気帯び運転による事故を端緒として監査を実施。6
件の違反が認められた。(1)事業計画の変更事前届出違反（貨物事業者
運送事業法施行規則第6条第1項第1号）、(2)自動車車庫の位置違反(貨
物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第6条)、(3)点呼の
記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(4)運転者台帳の記載事項違
反(安全規則第9条の5第1項)、(5)運転者に対する指導監督義務違反(安
全規則第10条第1項)、(6)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反
(安全規則第10条第1項)

2 2



貨物 2022 6 7

株式会社ロンコ・ジャパ
ン（法人番号
4120001013794）代表
者福西靖之

大阪府大阪市東成区東
小橋1丁目11番10号

香川営業所
香川県三豊市豊
中町本山乙608-3

輸送施設の使用停止
（80日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項1
号、第4項

令和4年2月4日及び同年2月25日、労働局と合同で監査を実施したとこ
ろ、10件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が不
適切であり、所定の拘束時間及び連続運転並びに休日労働の限度を超
え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者が
あったこと（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）
第3条第4項）、(2)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、１
箇月の拘束時間及び休日労働の限度を超えて乗務していた者があった
こと（安全規則第3条第4項）(3)運転者の過労防止に関する措置が不適
切であり、運転者が一の運行における最初の勤務を開始してから最後
の勤務を終了するまでの時間が144時間を超えていた者がいたこと（安
全規則第3条第4項）(4)運転者に対する点呼が確実になされていなかっ
たこと（安全規則第7条第1項、第2項、第3項）(5)運転者に対する点呼
の実施結果の記録内容が不適切であったこと（安全規則第7条第5項）
(6)運行記録計による記録が確実になされていなかったこと（安全規則
第9条）(7)運転者台帳について定められた事項の記録が不適切であった
こと（安全規則第9条の5第1項）(8)事業用自動車の運行の安全を確保
するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと（安
全規則第10条第1項）(9)新たに雇い入れした運転者に対して事業用自
動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項についての特別な
指導が不適切であったこと（安全規則第10条第2項）(10)新たに雇い入
れした運転者に対して法令で定められた適性診断を受診させていな
かったこと（安全規則第10条第2項）

8 8

貨物 2022 6 7

株式会社物流システム
（法人番号
5120101021738）代表
者佐藤慶子

大阪府堺市美原区木材
通2丁目1-12

久留米営業
所

福岡県三井郡大
刀洗町山隈1313-
11

輸送施設の使用停止
（30日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第4項

令和4年1月14日、監査実施。6件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規
則」)第3条第4項)、(2)乗務時間等の基準なお書き違反(安全規則第3条
第4項)、(3)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(4)点呼の記録
事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(5)運行指示書に係る（作成、指
示、携行）義務違反(安全規則第9条の3第1項)、(6)運転者台帳の記載事
項義務違反(安全規則第9条の5第1項)

3 3

タクシー 2022 6 7

株式会社石和タクシー
（法人番号
3220002013644）代表
者中西達夫

石川県七尾市石崎町ロ
部59番地1号

本社営業所
石川県七尾市石
崎町ロ59番地１
号

輸送施設の使用停止
（10日車）

道路運送法第27条第
3項

令和3年12月27日、監査実施。2件の違反が認められた。（1）乗務員台
帳の記載不備（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第
37条第1項）（2）特定の運転者に対する指導監督違反（運輸規則第38
条第2項）

1 1

タクシー 2022 6 7
大丸交通株式会社（法人
番号5290801002343）
代表者藤野秀之

福岡県北九州市小倉北
区江南町5番33号

本社営業所
福岡県北九州市
小倉北区江南町5
番33号

輸送施設の使用停止
（10日車）

道路運送法第27条第
3項

令和4年2月21日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対
する指導監督違反（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

2 2

貸切バス 2022 6 7

有限会社協和観光バス
（法人番号
9050002032383）代表
者篠原寿宏

茨城県北茨城市関南町
関本下958-1

本社営業所
茨城県北茨城市
関南町関本下
958-1

文書警告（処分日車
数20日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第46条

令和4年4月19日及び令和4年4月27日、法令違反の疑いがある旨の情報
を端緒に監査を実施。7件の違反が認められた。(1)運送引受書の記載事
項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第7条の2第1
項)､(2)運行指示書の記載事項不備(運輸規則第28条の2第1項)､(3)運転
者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(4)定期点検整備
等の未実施(運輸規則第45条)､(5)整備管理者の研修受講義務違反(運輸
規則第46条)､(6)運行管理者に対する講習受講義務違反(運輸規則第48条
の4第1項)､(7)報告義務違反(道路運送法第94条第1項)

2 2

貨物 2022 6 8

株式会社グッドロード
（法人番号
4180301027943)代表者
鳥越教道

愛知県高浜市神明町一
丁目1番地13

名古屋南営
業所

愛知県大府市横
根町平子31-1

輸送施設の使用停止
(190日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和2年10月29日、令和2年11月26日、令和2年12月18日､令和3年3月
22日、令和3年10月15日に監査方針に基づき､監査を実施｡13件の違反
が認められた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行
規則第2条第1項第4号)､(2)配置車両数違反(貨物自動車運送事業法施行
規則第6条第1項第1号)､(3)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(4)点呼の実施義務違反(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)､(5)点呼の記
録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(6)点呼の記
録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(7)点呼
の記録不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(8)運行
指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1
項)､(9)運転者台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
9条の5第1項)､(10)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第9条の5第1項)､(11)特定の運転者に対する指導義務違反(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(12)特定の運転者に対す
る運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項)､(13)損害賠償の支払能力確保義務違反(貨物自動車運送事業法第24
条第4項)

19 19

貨物 2022 6 8
有限会社宮本運輸（法人
番号1200002016262)代
表者宮本達也

岐阜県美濃加茂市加茂
野町鷹之巣1374-13

本社営業所
岐阜県美濃加茂
市加茂野町鷹之
巣1374-13

輸送施設の使用停止
(20日車)

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和4年1月11日､監査方針に基づき､監査を実施｡1件の違反が認められ
た｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第4項)

2 2

貨物 2022 6 8

有限会社吉野クレーン
（法人番号
3200002015782)代表者
吉野和彦

岐阜県揖斐郡揖斐川町
脛永1784番地の106

本社営業所
岐阜県揖斐郡揖
斐川町脛永1784
番地の106

輸送施設の使用停止
(60日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和3年11月22日､監査方針に基づき､監査を実施｡7件の違反が認められ
た｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第
1項第4号)､(2)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第4項)､(3)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条第6項)､(4)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(5)一般講習受講義務違反(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)､(6)自動車事故報告書未届
出(貨物自動車運送事業法第24条)､(7)事業報告書及び事業実績報告書未
提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項)

6 6

貨物 2022 6 8
有限会社青井運送（法人
番号9330002029921）
代表者田上明仁

熊本県人吉市灰久保町
18-2

本社営業所
熊本県人吉市蟹
作町字東中通300

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

令和4年3月10日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)過積載運送
(貨物自動車運送事業法第17条第3項)

4 4

タクシー 2022 6 8
有限会社J．ｓ交通(法人
番号4240002025091）
代表者新本修三

広島県広島市安佐南区
古市2丁目14番18号

本社営業所
広島県広島市安
佐南区伴中央5丁
目2番16号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年6月2日、情報提供を端緒として監査を実施。1件の違反が認め
られた。運転者に対する指導監督義務違反（駐停車違反、放置駐車違
反その他の道路交通法の違反行為に係るもの）（旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1項）

11 0

タクシー 2022 6 8

有限会社オーケーキャブ
(法人番号
5240002002783）代表
者岩本格

広島県広島市南区楠那
町5番24号

本社営業所
広島県広島市南
区楠那町5番24号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年6月3日、情報提供を端緒として監査を実施。1件の違反が認め
られた。運転者に対する指導監督義務違反（駐停車違反、放置駐車違
反その他の道路交通法の違反行為に係るもの）（旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1項）

0 0

タクシー 2022 6 8

広島近鉄タクシー株式会
社(法人番号
3240001009237）代表
者寳迫啓之

広島県広島市南区皆実
町2丁目7番19号

本社営業所
広島県広島市南
区皆実町2丁目7
番19号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年6月7日、情報提供を端緒として監査を実施。1件の違反が認め
られた。運転者に対する指導監督義務違反（駐停車違反、放置駐車違
反その他の道路交通法の違反行為に係るもの）（旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1項）

1 0

貨物 2022 6 9
ヒタチ株式会社（法人番
号8010001079331）代
表者伊藤信政

東京都千代田区岩本町
３－４－６

甲府ハブセ
ンター

山梨県中巨摩郡
昭和町河西１０
１９－１

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和4年4
月14日、監査を実施。1件の違反が認められた。（１）運転者に対する
指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0



貨物 2022 6 9 小佐井覚
京都府京都市西京区牛
ケ瀬奥ノ防町23番地第2
コーポ藤岡101

本店

京都府京都市西
京区牛ケ瀬奥ノ
防町23番地第2
コーポ藤岡101

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

令和4年2月22日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。1件の違
反が認められた。（1）過積載運送の引受け、指示等【過積載による運
送の引受け】（貨物自動車運送事業法第17条第3項）

1 1

乗合バス 2022 6 9

名鉄東部交通株式会社
（法人番号
3180301019438)代表者
大竹宏

愛知県豊田市広久手町
二丁目28番地の1

西尾営業所
愛知県西尾市
鵜ヶ池町柳田114
番地

輸送施設の使用停止
(10日車)及び勧告

道路運送法第16条第
1項

令和4年1月18日、監査方針に基づき、監査を実施。2件の違反が認めら
れた。(1)事業計画に定める業務の確保違反(道路運送法第16条第1項)､
(2)早発の禁止違反(旅客自動車運送事業運輸規則第12条)

1 1

貨物 2022 6 10
ｴｲﾄｳｲﾝｸﾞ株式会社（法人
番号6420001009736）
代表者田澤大介

青森県弘前市大字田園4
丁目1番地1

本社営業所
青森県弘前市大
字田園4丁目1番
地1

輸送施設の使用停止
（10日車）

法第17条第4項
令和4年1月14日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、1件の違
反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第
10条第1項）

1 1

貨物 2022 6 10
有限会社協伸物流（法人
番号9200002017724)代
表者岩村妙子

岐阜県美濃加茂市山之
上町7157-1

本社営業所
岐阜県美濃加茂
市山之上町7157-
1

輸送施設の使用停止
(80日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第2号

令和3年12月23日､監査方針に基づき､監査を実施｡9件の違反が認められ
た｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第
1項第2号)､(2)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則
第2条第1項第4号)､(3)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第3条第4項)､(4)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)､(5)点呼の記録記
載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(6)乗務等の
記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(7)運行記録計
による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(8)運行
指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1
項)､(9)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第9条の5第1項)

8 8

貨物 2022 6 10
協和産業株式会社（法人
番号9210001011041)代
表者山口浩正

福井県敦賀市関26号3番
地の1

本社営業所
福井県敦賀市関
26号堂ﾉ前3-1

輸送施設の使用停止
(10日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和3年12月3日､公安委員会からの通知を端緒として､監査を実施｡5件
の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)､(3)乗務等の記
録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(4)運転者に
対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1
項)､(5)運行管理規程の記載事項不適切(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第21条第1項)

1 1

タクシー 2022 6 10

朝日タクシー株式会社
（法人番号
3180001014004）代表
者石川優

愛知県名古屋市南区松
池町1丁目21番地

本社営業所
愛知県名古屋市
南区松池町1丁目
21番地

文書警告
道路運送法第23条第
3項

令和4年5月11日、監査方針に基づき、監査を実施。3件の違反が認めら
れた。(1)運行管理者の選任解任届出違反（道路運送法第２３条第３
項）､（2）苦情処理の記録記載事項不備（旅客自動車運送事業運輸規
則第３条第２項）､（3）事故の記録記載事項の不備（旅客自動車運送
事業運輸規則第２６条の２）

0 0

貨物 2022 6 13

ドーネル運輸有限会社
（法人番号
7330002024957）代表
者大継義典

熊本県宇城市松橋町竹
崎1940-1

福岡営業所
福岡県古賀市米
多比林田1322-1

文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第4項、法第18
条第1項

令和4年4月21日､監査実施。5件の違反が認められた。(1)乗務時間等の
基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)
第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(3)点呼の記録
事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(4)運転者台帳の記載事項義務違
反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)、(5)運行管理者の
補助者の要件違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項）

0 0

タクシー 2022 6 13

セントラル交通株式会社
（法人番号
1180001008593)代表者
大和直樹

愛知県名古屋市昭和区
駒方町2丁目57番地

本社営業所
愛知県名古屋市
昭和区駒方町2丁
目57番地

輸送施設の使用停止
(10日車)及び文書警
告

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第2
項

令和4年1月7日、監査方針に基づき、監査を実施。2件の違反が認めら
れた。(1)特定の運転者に対する指導義務違反(旅客自動車運送事業運輸
規則第38条第2項)､(2)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(旅客
自動車運送事業運輸規則第38条第2項)

1 1

タクシー 2022 6 13
文化交通株式会社（法人
番号2180001040182)代
表者有竹宏

愛知県名古屋市中区新
栄1丁目33番地14号

本社営業所
愛知県名古屋市
中区新栄1丁目33
番地14号

輸送施設の使用停止
(10日車)及び文書警
告

道路運送法施行規則
第27条第3項

令和3年11月18日、転覆事故を惹起したことを端緒として、監査を実
施。8件の違反が認められた。(1)補助者の要件違反(旅客自動車運送事
業運輸規則第47条の9第3項)､(2)点呼の実施義務違反(旅客自動車運送事
業運輸規則第24条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録記載事項不備(旅客自
動車運送事業運輸規則第24条第5項)､(4)運転者に対する指導監督義務違
反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)､(5)特定の運転者に対す
る指導義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)､(6)特定の
運転者に対する運転適性診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第38
条第2項)､(7)整備管理者の選任解任届出違反(旅客自動車運送事業運輸
規則第45条)､(8)運転者証の返納等義務違反(タクシー業務適正化特別措
置法第16条第2項)

1 1

タクシー 2022 6 13
有限会社わんび（法人番
号4180002086776)代表
者杉浦正紀

愛知県半田市宮本町3丁
目213番地3

本店営業所
愛知県半田市宮
本町3丁目213番
地の3

輸送施設の使用停止
(40日車)及び文書警
告

旅客自動車運送事業
運輸規則第24条第1
項及び第2項

令和4年1月12日、監査方針に基づき、監査を実施。4件の違反が認めら
れた。(1)点呼の実施義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第1
項及び第2項)､(2)乗務時の記録記載事項の不備(旅客自動車運送事業運
輸規則第25条の3)､(3)定期点検未実施(旅客自動車運送事業運輸規則第
45条)､(4)運転者証の返納等義務違反(タクシー業務適正化措置法第16条
第2項)

4 4

タクシー 2022 6 13

伊豆箱根交通株式会社
（法人番号
2080101000154)代表者
吉村長男

静岡県三島市大場300 沼津営業所
静岡県沼津市大
岡字横田1868-4

輸送施設の使用停止
(10日車)

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和4年1月12日、監査方針に基づき、監査を実施。1件の違反が認めら
れた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規
則第38条第1項)

2 1

タクシー 2022 6 13

かえるたくしー株式会社
（法人番号
7080102019809)代表者
暮部光昭

静岡県静岡市葵区南瀬
名町22-45

熱海営業所
静岡県熱海市和
田町20-35

輸送施設の使用停止
(20日車)及び文書警
告

旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第5
項

令和4年1月20日、監査方針に基づき、監査を実施。3件の違反が認めら
れた。(1)健康診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第5項)､
(2)特定の運転者に対する指導義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第
38条第2項)､(3)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(旅客自動車
運送事業運輸規則第38条第2項)

2 2

タクシー 2022 6 13
亀山交通株式会社（法人
番号5190001003359)代
表者末吉利敎

三重県亀山市西町字西
町502番地

本社営業所
三重県亀山市西
町字西町502

輸送施設の使用停止
(60日車)

旅客自動車運送事業
運輸規則第45条

令和4年1月12日、監査方針に基づき、監査を実施。1件の違反が認めら
れた。(1)無車検運行(旅客自動車運送事業運輸規則第45条)

6 6

貨物 2022 6 14
芳和輸送株式会社（法人
番号8010801010858）
代表者山本伸一

東京都大田区東海３－
６－７

本社
東京都大田区東
海３－６－７

輸送施設の使用停止
（120日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

公安委員会からの通知を端緒として、令和3年10月7日、同年10月28日
及び同年11月18日、監査を実施。7件の違反が認められた。（１）乗務
時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4
項）、（２）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条第6項）、（３）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第7条）、（４）運行記録計による記録義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（５）運転者に対する指導監督
違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（６）事業
計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、（７）最
高速度違反行為（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

12 12



貨物 2022 6 14

株式会社吉見倉庫運輸
（法人番号
7030001071188）代表
者小林正和

埼玉県比企郡吉見町大
字高尾新田８２（埼玉
県比企郡吉見町大字高
尾新田８４）

本社
埼玉県比企郡吉
見町大字高尾新
田８２

輸送施設の使用停止
（120日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

無免許運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和3年
12月8日及び同年12月16日、監査を実施。9件の違反が認められた。
（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第3条第4項）、（２）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第6項）、（３）点呼の実施義務違反等（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条）、（４）乗務等の記録事項違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（５）運行記録計による
記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（６）運転
者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条
第1項）、（７）初任・高齢運転者に対する指導監督違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（８）初任・高齢運転者に対す
る適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項）、（９）事故の未報告（貨物自動車運送事業法第24条、自動車事
故報告規則第3条第1項）

12 12

貨物 2022 6 14
有限会社ワイズ（法人番
号3120002065803）代
表者山本康史

大阪府大阪市東住吉区
杭全6丁目8番24号

本社
大阪府大阪市東
住吉区杭全6丁目
8番24号

輸送施設の使用停止
（100日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和3年12月13日及び令和4年1月27日、公安委員会からの通知を端緒
に監査を実施。9件の違反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業
の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」第3条第4
項）、（2）疾病、疲労等のおそれのある乗務（安全規則第3条第6
項）、（3）点検整備違反【定期点検整備等の未実施】（安全規則第3
条の2、道路運送車両法第48条）、（4）点呼の実施違反【未実施】
（安全規則第7条第1項～第3項）、（5）点呼の記録違反【記載事項等
の不備】（安全規則第7条第5項）、（6）乗務等の記録違反【記載事項
等の不備】（安全規則第8条）、（7）運転者台帳【記載事項等の不
備】（安全規則第9条の5第1項）、（8）「貨物自動車運送事業者が事
業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」（以下「指導
監督告示」）による運転者に対する指導及び監督違反【大部分不適
切】（安全規則第10条第1項）、（9）指導監督告示による運転者に対
する特別な指導及び運転適性診断受診義務違反【運転適性診断の受診
状況】（安全規則第10条第2項）

10 10

貨物 2022 6 14
松本運送有限会社（法人
番号6120002039928）
代表者松本圭次郎

大阪府大阪市生野区巽
南2-11-27

本社
大阪府大阪市生
野区巽南2-11-27

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
法第9条第3項前段

令和3年11月17日及び同年12月16日、公安委員会からの通報を端緒に
監査を実施。13件の違反が認められた。（1）事業計画変更事前届出違
反【各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数違反】（貨物自
動車運送事業法施行規則（以下「施行規則」）第6条第1項第1号）、
（2）事業計画変更事後届出違反【主たる事務所の名称及び位置の変更
違反】（施行規則第7条第1項第1号）、（3）事業計画変更事後届出違
反【営業所又は荷扱所の名称、位置（利用運送のみに係るもの及び運
輸局長が指定する区域内におけるものに限る。）の変更違反】（施行
規則第7条第1項第2号、第3号）、（4）「貨物自動車運送事業の事業用
自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、
（5）整備管理者の選任（変更）の未届出、虚偽届出【選任（変更）の
未届出に係るもの】（安全規則第3条の2、道路運送車両法（以下「車
両法」）第52条）、（6）点検整備違反【定期点検整備等の未実施】
（安全規則第3条の2、車両法第48条）、（7）点呼の実施違反【未実
施】（安全規則第7条第1項～第3項）、（8）（9）点呼の記録違反【記
録】【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、（10）乗務等の
記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第8条）、（11）運行指示書
【作成、指示又は携行の義務違反】(安全規則第9条の3第1項～第3
項)、（12）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して
行う指導及び監督の指針」（以下「指導監督告示」）による運転者に
対する指導及び監督違反【一部不適切】（安全規則第10条第1項）、

6 6

貨物 2022 6 14

ダイイチ興業株式会社
（法人番号
8140001046327）代表
者兼本吉雄

兵庫県神戸市中央区港
島8丁目12番地

神戸本社
兵庫県神戸市中
央区港島8丁目12
番地

輸送施設の使用停止
（210日車）

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

令和3年11月30日、同年12月14日、令和4年1月26日及び同年2月17日に
前回行政処分の違反項目の改善が見受けられなかったことを端緒に監
査を実施。20件の違反が認められた。（1）事業計画変更認可違反【営
業所の位置（運輸局長が指定する区域外に限る。）の違反】（貨物自
動車運送事業法施行規則（以下「施行規則」）第2条第1項第2号）、
（2）事業計画変更認可違反【各営業所に配置する事業用自動車の種別
ごとの数違反】（施行規則第2条第1項第3号）、（3）事業計画変更認
可違反【自動車車庫の位置及び収容能力違反】（施行規則第2条第1項
第4号）、（4）事業計画変更認可違反【乗務員の休憩・睡眠施設の位
置及び収容能力違反】（施行規則第2条第1項第5号）、（5）「貨物自
動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る
基準」の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）、（6）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運
転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」なお書きの遵守違反（一運
行の勤務時間）（安全規則第3条第4項）、（7）疾病、疲労等のおそれ
のある乗務（安全規則第3条第6項）、（8）整備管理者の選任（変更）
の未届出、虚偽届出【選任（変更）の未届出に係るもの】（安全規則
第3条の2、道路運送車両法第52条）、（9）点呼の記録違反【記録】
（安全規則第7条第5項）、（10）乗務等の記録違反【記載事項等の不
備】（安全規則第8条）、（11）運行指示書【作成、指示又は携行の義
務違反】(安全規則第9条の3第1項～第3項)、（12）運転者台帳【記載
事項等の不備】（安全規則第9条の5第1項）、（13）「貨物自動車運送

21 21

タクシー 2022 6 14
株式会社平和ﾀｸｼｰ（法人
番号2400001001401）
代表者國枝康彦

岩手県盛岡市中央通1丁
目6番地25号

本社営業所
岩手県盛岡市中
央通1丁目143番
地1号

輸送施設の使用停止
（60日車）、文書警
告

道路運送法第27条第
3項

令和3年8月19日及び27日、監査方針を端緒として監査を実施した結
果、7件の違反が認められた｡（1）疾病･疲労等のおそれのある乗務
（旅客自動車運送事業運輸規則（以下｢運輸規則｣）第21条第5項）、
（2）点呼の実施義務違反（運輸規則第24条第1項、第2項）【100回中
36回未実施】、（3）点呼の実施義務違反（運輸規則第24条第1項、第2
項）【一部実施不適切】、（4）運転者に対する指導監督義務違反（運
輸規則第38条第1項）、（5）高齢運転者に対する指導義務違反（運輸
規則第38条第2項）、（6）高齢運転者に対する適性診断受診義務違反
（運輸規則第38条第2項）、（7）運行管理補助者の要件違反（運輸規
則第47条の9第3項）

6 6

タクシー 2022 6 14

有限会社ゼイ・アール
(法人番号
8240002049046）代表
者川本守利

広島県安芸郡府中町千
代9番12号

本社営業所
広島県安芸郡府
中町千代9番12号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年6月10日、情報提供を端緒として監査を実施。1件の違反が認め
られた。運転者に対する指導監督義務違反（駐停車違反、放置駐車違
反その他の道路交通法の違反行為に係るもの）（旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1項）

0 0

タクシー 2022 6 14

庚午タクシー有限会社
(法人番号
2240002005608）代表
者貞重實美

広島県広島市西区庚午
北2丁目16番25号

本社庚午営
業所

広島県広島市西
区庚午北2丁目16
番25号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年6月10日、情報提供を端緒として監査を実施。1件の違反が認め
られた。運転者に対する指導監督義務違反（駐停車違反、放置駐車違
反その他の道路交通法の違反行為に係るもの）（旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1項）

0 0

貨物 2022 6 15
有限会社佐藤陸送（法人
番号34005020001667）
代表者佐藤善久

岩手県一関市花泉町花
泉字築館4番地1

本社営業所
岩手県一関市花
泉町花泉字築館1
番地1

輸送施設の使用停止
（30日車）、文書警
告

法第8条第1項、法第
17条第1項第1号、
法第17条第4項

令和3年10月27日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、4件の
違反が認められた｡（1）自動車車庫の位置及び収容能力違反（貨物自
動車運送事業法施行規則（以下｢規則｣）第2条第1項第4号）、（2）乗
務時間等の基準の遵守違反（安全規則第3条第4項）、（3）運転者台帳
の作成義務違反（安全規則第9条の5第1項）、（4）運転者に対する指
導監督義務違反（安全規則第10条第1項）

3 3



貨物 2022 6 15

株式会社大住運輸（法人
番号７４３０００１０５
２７０１)代表者大住哲
治

北海道苫小牧市新開町
３丁目８－２

本社営業所
北海道苫小牧市
新開町３丁目８
－２

文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
９条第１項、法第１
７条第１項第１号、
法第１７条第４項

令和４年５月１６日、労働局からの通報等を端緒として監査を実施。
４件の違反が認められた。（１）事業計画変更認可義務違反［乗務員
の休憩・睡眠施設の位置及び収容能力］（貨物自動車運送事業法施行
規則第２条第１項第５号）、（２）乗務時間等の基準の遵守義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４
項）、（３）点呼の記録事項義務違反（安全規則第７条第５項）、
（４）運転者台帳の記載事項義務違反（安全規則第９条の５第１項）

0 0

タクシー 2022 6 15

日駿タクシー株式会社
(法人番号
2120101056472)代表者
甘百浚

大阪府堺市西区上643番
1

本社営業所
大阪府堺市西区
上643番1

輸送施設の使用停止
(30日車)

道路運送法第27条第
3項

令和3年12月15日及び令和4年1月5日、新規許可を端緒として監査を実
施。4件の違反が認められた。(1)苦情処理の記録、保存義務違反【記録
なし】(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第3条第2項)、
(2)乗務等の記録義務違反【記録事項の不備】(運輸規則第25条第3項、
第4項)、(3)｢旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行
う指導及び監督の指針｣による運転者に対する指導監督義務違反(運輸規
則第38条第1項)、(4)運行管理規程の制定義務違反(運輸規則第48条の2
第1項)

6 3

貨物 2022 6 17
丹羽由運輸株式会社（法
人番号6180001001049)
代表者丹羽澄吉

愛知県名古屋市北区上
飯田南町3丁目90番地の
5

守山営業所
愛知県名古屋市
守山区瀬古1丁目
504番地の1

輸送施設の使用停止
(50日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

令和3年12月7日､死亡事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡4件の違反が認められた｡(1)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第6項)､(2)定期点検未実施(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第3条の2)､(3)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第7条第5項)､(4)運転者に対す指導監督義務違反(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第10条第1項)

5 5

貸切バス 2022 6 17

新城観光バス株式会社
（法人番号
3180001049578) 代表
者森田義則

愛知県名古屋市南区千
竈通3丁目6番1

名古屋営業
所

愛知県名古屋市
南区千竈通3丁目
6番1

輸送施設の使用停止
(60日車)

道路運送法第9条の2
第1項

令和3年12月23日、監査方針に基づき、監査を実施。1件の違反が認め
られた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2第1項)

6 6

貨物 2022 6 21
有限会社岩手運送（法人
番号6400002004234）
代表者上関三恵子

岩手県盛岡市上田字糠
森43番地1

本社営業所
岩手県盛岡市上
田字糠森43番地1

文書警告
法第17条第1項第2
号

令和4年6月7日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、1件の違
反が認められた｡（1）定期点検整備記録簿の記載を適切に行っていな
かった｡（安全規則第3条の2及び道路運送車両法第49条）

0 0

貨物 2022 6 21

T-WingTransport株式会
社（法人番号
1310001004273)代表者
髙谷慎太郎

長崎県長崎市大浦町7番
15号

T-
WingTrans
po（株）営
業所

長崎県長崎市大
浦町7番15号

輸送施設の使用停止
（160日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第3項、法第17
条第4項

令和4年2月4日､監査実施。7件の違反が認められた。(1)疾病、疲労等
のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規
則」)第3条第6項)、(2)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(3)アル
コール検知器備え義務違反(安全規則第7条第4項)、(4)点呼の記録義務
違反(安全規則第7条第5項)、(5)運転者に対する指導監督違反(安全規則
第10条第1項)、(6)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録
保存違反(安全規則第10条第1項)、(7)全従業員に対する指導監督義務違
反(安全規則第10条第4項)

- -

タクシー 2022 6 21
株式会社アシスト（法人
番号8010601027540）
代表者新堂聡

東京都墨田区東墨田3-
21-28

西新井営業
所

東京都足立区西
新井7-15-2

輸送施設の使用停止
（10日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第３８条第
１項

令和3年12月13日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実施。1
件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動
車運送事業運輸規則第38条第1項)

1 1

貸切バス 2022 6 21
有限会社高崎交通（法人
番号3040002102779）
代表者矢島吾郎

千葉県いすみ市行川
999-1

本社営業所
千葉県いすみ市
行川999-1

輸送施設の使用停止
（60日車）

道路運送法第9条の2
第1項

令和3年10月21日、定期的な監査を実施。2件の違反が認められた。(1)
運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2第1項)､(2)運送引受書
の記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則第7条の2第1項)

6 6

貨物 2022 6 22
株式会社三栄建材（法人
番号5180301005618)代
表者吉見直子

愛知県豊橋市住吉町202 本社営業所
愛知県豊橋市住
吉町202番地の1

輸送施設の使用停止
(20日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和3年11月18日及び令和3年12月9日､監査方針に基づき､監査を実施｡
5件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)点呼の記録記載事項不備(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(3)乗務等の記録記載事項不備
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(4)運転者に対する指導監督
義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(5)運転者に
対する指導監督記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
10条第1項)

2 2

貨物 2022 6 22
菱和運輸株式会社（法人
番号5180001021329)代
表者遊木英生

愛知県名古屋市中川区
荒子2-150

本社営業所
愛知県名古屋市
中川区荒子2-150

輸送施設の使用停止
(20日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和3年12月1日及び令和3年12月21日､監査方針に基づき､監査を実施｡
6件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)整備管理者の選任解任届出違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)､(3)点呼の記録義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(4)点呼の記録記載事項
不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)運行指示書の記
載事項等の不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)､(6)
事業報告書及び事業実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第
1項)

2 2

貨物 2022 6 22

トールエクスプレスジャ
パン株式会社（法人番号
3120901014851)代表者
山本龍太郎

大阪府茨木市宿久庄2丁
目10-2

三島支店
静岡県駿東郡清
水町伏見字向田
351番地

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

令和4年5月19日､死亡事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡1件の違反が認められた｡(1)運転者に対する指導監督義務違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)

0 0

貨物 2022 6 22

株式会社スマイル引越セ
ンター大阪南（法人番号
4120101028420）代表
者永野隆介

大阪府松原市一津屋3丁
目7番14号

本社
大阪府松原市一
津屋3丁目7番14
号

警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(放
置行為)が過去1年以内に3件に達した。（1）運転者の指導監督義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2022 6 22

川田配送サービス株式会
社（法人番号
1120001169383）代表
者川田房輝

大阪府大阪市淀川区宮
原1丁目2番10号

本社
大阪府茨木市島4
丁目23番3号

警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(放
置行為)が過去1年以内に3件に達した。（1）運転者の指導監督義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2022 6 22

トールエクスプレスジャ
パン株式会社（法人番号
3120901014851）代表
者山本龍太郎

大阪府茨木市宿久庄2丁
目10-2

中九州支店
福岡県小郡市大
字小郡字堂の前
1450-1

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和4年5月18日､監査実施。1件の違反が認められた。(1)運転者台帳の
記載事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)

0 0

タクシー 2022 6 22

株式会社新中央交通(法
人番号
3240001004709）代表
者松田篤子

広島県広島市安佐北区
あさひが丘3丁目19－7

本社営業所
広島県広島市安
佐北区あさひが
丘3丁目19－7

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年6月17日、情報提供を端緒として監査を実施。1件の違反が認め
られた。運転者に対する指導監督義務違反（駐停車違反、放置駐車違
反その他の道路交通法の違反行為に係るもの）（旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1項）

0 0

貸切バス 2022 6 22

有限会社山の旅企画室
（法人番号
3330002010936）代表
者阿南大吉

熊本県熊本市中央区新
屋敷１丁目14番30号

本社営業所
熊本県熊本市中
央区新屋敷１丁
目14番30号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年5月20日、監査実施。2件の違反が認められた。(1)疾病、疲労
等のおそれのある乗務（旅客自動車運送事業運輸規則（以下｢運輸規
則｣）第21条第5項）、(2)乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第
37条第1項）

0 0

貨物 2022 6 23
株式会社ｻﾝﾌﾚｯｼｭ（法人
番号8380001019011）
代表者菊地義春

福島県会津若松市河東
町福島字西屋敷57番地

本社営業所
福島県河沼郡湯
川村大字浜崎字
城東1600番地34

輸送施設の使用停止
（50日車）及び文書
警告

法第8条第1項、法第
17条第4項

令和3年8月20日及び9月2日、監査方針を端緒として監査を実施した結
果、5件の違反が認められた｡（1）営業所の位置（運輸局長が指定する
区域外に限る）の違反（規則第2条第1項第2号）、（2）自動車車庫の
位置及び収容能力違反（規則第2条第1項第4号）、（3）乗務員の休憩･
睡眠施設の位置及び収容能力違反（規則第2条第1項第5号）、（4）乗
務時間等の基準の遵守違反（安全規則第3条第4項）、（5）運転者に対
する指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）

5 5



貨物 2022 6 23
有限会社浜商（法人番号
9180002064645)代表者
濵瀬正俊

愛知県豊明市間米町敷
田1225番地130

笹原営業所
愛知県豊明市西
川町笹原6番3

輸送施設の使用停止
(40日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和3年10月27日､監査方針に基づき､監査を実施｡6件の違反が認められ
た｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第4項)､(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条第1項及び第2項並びに第3項)､(3)乗務等の記録義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第8条)､(4)乗務等の記録記載事項不備(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(5)運行記録計による記録義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(6)運行指示書の作成義務違
反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)

4 4

貨物 2022 6 23
有限会社浦西開発(法人
番号5360002014627)代
表者石川浩

沖縄県浦添市西原4丁目
36番20号

有限会社浦
西開発運送
部

沖縄県西原町小
那覇1184-1

輸送施設の停止（60
日車）及び文書警告

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

令和3年2月15日及び3月9日、令和4年3月17日、死亡事故を引き起こし
たことを端緒として監査実施。7件の違反が認められた。(1)自動車車庫
の位置及び収容能力違反（貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項
第4号）、(2)整備不良車両違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以
下「安全規則」）第3条の2）、(3)不正改造車両違反（安全規則第3条
の2）、(4)点呼記録の記載事項等の不備（安全規則第7条第5項）、(5)
運転者の指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）、(6)初任運転者
に対する特別な指導義務違反(安全規則第10条第2項)、(7)運行管理者の
講習受講義務違反（安全規則第23条第1項）

17 6

タクシー 2022 6 23
永楽交通株式会社（法人
番号2370001001537）
代表者笹川和男

宮城県仙台市太白区東
郡山1丁目1番11号

本社営業所
宮城県仙台市太
白区東郡山1丁目
210番2

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年6月9日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、2件の違
反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反（運輸規則第
38条第1項）、（2）運転者に対する指導監督の記録保存違反（運輸規
則第38条第1項）

0 0

タクシー 2022 6 23

有限会社ワーカーズコー
プタクシー福岡（法人番
号1290002037762）代
表者斉藤恭平

福岡県糟屋郡志免町志
免中央1丁目13番13号

本社営業所
福岡県糟屋郡志
免町志免中央1丁
目658-1

輸送施設の使用停止
（80日車）、文書警
告、文書勧告

道路運送法（以下
「法」）第27条第3
項、法第29条の3、
道路運送車両法第49
条

令和4年1月20日､監査実施。17件の違反が認められた。(1)苦情処理の
記録の記録義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下｢運輸規
則｣）第3条第2項）、(2)疾病、疲労等のおそれのある乗務（運輸規則
第21条第5項）、(3)点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条第5
項）、(4)乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第25条）、(5)事故の記
録事項不備違反(運輸規則第26条の2）、(6)乗務員台帳の記載事項義務
違反（運輸規則第37条第1項）、(7)運転者に対する指導監督違反（運
輸規則第38条第1項）、(8)運転者に対する指導監督の記録又は指導監
督の記録保存違反（運輸規則第38条第1項）､(9)運転者に対する指導監
督の記載事項義務違反（運輸規則第38条第1項）、(10)特定運転者に対
する特別な指導監督違反（運輸規則第38条第2項）、(11)特定運転者に
対する適性診断受診義務違反（運輸規則第38条第2項）、(12)地理・応
接の指導監督の記録保存義務違反（運輸規則第40条第3項）、(13)点検
整備記録簿の記録保存義務違反(運輸規則第45条、道路運送車両法第49
条)、(14)運行管理者の講習受講義務違反（運輸規則第48条の4第1
項）、(15)指導主任者の届出義務違反(運輸規則第68条第1項第3号)、
(16)指導主任者の転任（退任）届出義務違反(運輸規則第68条第1項第4
号)、(17)輸送の安全に関わる情報の公表違反(道路運送法第29条の3)

8 8

貨物 2022 6 24

遠州トラック株式会社
（法人番号
8080401017124)代表者
澤田邦彦

静岡県袋井市木原627-3 浜松営業所
静岡県浜松市西
区湖東町5720-1

文書警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第1項及び第2項並び
に第3項

令和4年5月17日､重傷事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡3件の違反が認められた｡(1)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)､(2)点呼の記録義務
違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(3)運転者に対する
指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)

0 0

貨物 2022 6 24
有限会社山長運輸（法人
番号4120102012522）
代表者山本聖一

大阪府堺市美原区大饗
81-6

本社
大阪府大阪市住
之江区南港南3丁
目13番17号

輸送施設の使用停止
（80日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和3年10月4日、公安委員会からの通知を端緒に監査を実施。9件の違
反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者
の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則（以下「安全規則」第3条第4項）、（2）点呼の実施違
反【未実施】（安全規則第7条第1項～第3項）、（3）点呼の記録違反
【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、（4）乗務等の記録違
反【記載事項等の不備】（安全規則第8条）、（5）「貨物自動車運送
事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」
（以下「指導監督告示」）による運転者に対する指導及び監督違反
【大部分不適切】（安全規則第10条第1項）、（6）指導監督告示によ
る運転者に対する特別な指導及び運転適性診断受診義務違反【運転適
性診断の受診状況】（安全規則第10条第2項）、（7）運行管理者補助
者の要件違反（安全規則第18条第3項）、（8）自動車事故報告規則に
規定する事故の届出違反【未届出】（貨物自動車運送事業法第24
条）、（9）健康保険法、厚生年金保険法、労働者災害補償保険法及び
雇用保険法に基づく社会保険等加入義務者が社会保険等に未加入（貨
物自動車運送事業法施行規則第14条第2号）

8 8

貨物 2022 6 24

ヤマト運輸株式会社（法
人番号
1010001092605）代表
者長尾裕

東京都中央区銀座2丁目
16番10号

高松西営業
所

香川県高松市郷
東町字乾新開
792-95

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第1項4号

令和4年6月13日、公安委員会からの通報を端緒として監査を実施した
ところ、1件の違反が確認された。(1)事業用自動車の運行の安全を確保
するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)

0 0

タクシー 2022 6 24

大和自動車交通江東株式
会社（法人番号
7010601045948）代表
者亀田英紀

東京都江東区猿江2-16-
27

本社営業所
東京都江東区猿
江2-16-27

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第３８条第
１項

令和4年6月24日、駐車違反があった旨の公安委員会からの通知を端緒
として監査を実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監
督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

タクシー 2022 6 24

有限会社イチバン流通
（法人番号
1011702003866）代表
者兵藤博

東京都江戸川区北葛西
3-8-8

本社営業所
東京都江戸川区
北葛西3-8-8

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第３８条第
１項

令和4年6月24日、駐車違反があった旨の公安委員会からの通知を端緒
として監査を実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監
督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

12 0

タクシー 2022 6 27
珊瑚交通株式会社（法人
番号9120001159212）
代表者山根成尊

大阪府門真市沖町29番
地2号

本社
大阪府門真市沖
町29-5

警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年5月17日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。｢旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対し
て行う指導及び監督の指針｣による運転者に対する指導監督義務違反(旅
客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

3 0

乗合バス 2022 6 27
名古屋市（法人番号
3000020231002)代表者
小林史郎

愛知県名古屋市中区三
の丸3丁目1番地1号

緑営業所
愛知県名古屋市
緑区兵庫一丁目
301番地

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和4年1月28日、重傷事故を引き起こしたことを端緒として、監査を
実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反
(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

1 0

貨物 2022 6 28

常磐郵便輸送株式会社
（法人番号
7380001008130）代表
者渡部誠

福島県郡山市富久山町
久保田字宮田36番地2

本社営業所
福島県郡山市富
久山町久保田字
宮田36番地2

文書警告 法第17条第4項

令和4年5月12日及び6月9日、監査方針を端緒として監査を実施した結
果、3件の違反が認められた｡（1）点呼の記録義務違反（安全規則第7
条第5項）、（2）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条
第1項）、（3）運転者に対する指導監督の記録違反（安全規則第10条
第1項）

0 0



貨物 2022 6 28

株式会社エスアンドエー
（法人番号
1060001023150）代表
者秋澤久子

栃木県鹿沼市上石川字
大野屋原１８６５－２

茨城
茨城県筑西市下
川島８３３－１
２－１０２

輸送施設の使用停止
（80日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和3年11月26日及び同
年12月9日、旧本社営業所に対し監査を実施。8件の違反が認められ
た。（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条第4項）、（２）乗務時間等告示なお書きの遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（３）点呼の実施義務違
反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（４）乗務等の記録
事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（５）運
行指示書の作成義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の
3）、（６）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第1項）、（７）初任運転者に対する適性診断受診義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（８）事業計画
の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）

8 8

貨物 2022 6 28
手塚陸運株式会社（法人
番号1090001014725）
代表者手塚大輔

山梨県笛吹市石和町八
田８８

本社
山梨県笛吹市石
和町八田８８

輸送施設の使用停止
（70日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和3年10月27日、同年
11月2日及び同年11月18日、監査を実施。9件の違反が認められた。
（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第3条第4項）、（２）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第6項）、（３）点呼の実施義務違反等（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条）、（４）乗務等の記録事項違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（５）運行記録計による
記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（６）運行
指示書の作成義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の
3）、（７）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第1項）、（８）初任運転者に対する適性診断受診義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（９）定期点
検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路
運送車両法第48条第1項）

7 7

貨物 2022 6 28
県南陸送有限会社（法人
番号9070002018892）
代表者林耕治

群馬県伊勢崎市韮塚町
１２０６－２０

本社
群馬県伊勢崎市
韮塚町１２０６
－２０

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和3年10月29日、監査
を実施。4件の違反が認められた。（１）点呼の実施義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条）、（２）運行記録計による記録義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（３）運転者に対す
る指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、
（４）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第2項）

1 1

貨物 2022 6 28

株式会社ネクスト物流
（法人番号
9040002013608）代表
者勝倉弘之

千葉県千葉市花見川区
三角町９－２－２０３
（千葉県千葉市花見川
区天戸町６４７）

本社
千葉県千葉市花
見川区三角町９
－２－２０３

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第8条

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和4年4
月25日及び同年5月18日、監査を実施。4件の違反が認められた。
（１）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条
第1項）、（２）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第1項）、（３）事業計画事前届出違反（貨物自動
車運送事業法第9条第3項）、（４）事業計画事後届出違反（貨物自動
車運送事業法第9条第3項）

0 0

貨物 2022 6 28

山幸運輸株式会社（法人
番号８４６０００１００
１８８５）代表者山本英
輔

北海道釧路市南大通１
－２－３

本社営業所
北海道釧路郡釧
路町字別保１５
９番１８

輸送施設の使用停止
（３０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
９条第１項、法第１
７条第４項

令和４年３月２日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を端
緒として監査を実施。３件の違反が認められた。（１）事業計画変更
認可義務違反［自動車車庫の位置及び収容能力］（貨物自動車運送事
業法施行規則第２条第１項第４号）、（２）点呼の実施義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７条第１項、
第２項）、（３）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第１０
条第１項）

3 3

貨物 2022 6 28

名島運輸有限会社（法人
番号１４３０００２０５
４９００）代表者橋本重
春

北海道小樽市築港６－
１２

本社営業所
北海道小樽市築
港６－１２

輸送施設の使用停止
（１０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
９条第１項、法第１
７条第１項第１号、
法第１７条第４項

令和４年４月２２日、公安委員会からの通報等を端緒として監査を実
施。３件の違反が認められた。（１）事業計画変更認可義務違反［乗
務員の休憩・睡眠施設の位置及び収容能力］（貨物自動車運送事業法
施行規則第２条第１項第５号）、（２）乗務時間等の基準の遵守義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条
第４項）、（３）特定運転者に対する特別な指導義務違反（安全規則
第１０条第２項）

1 1

タクシー 2022 6 28 内田忠晶 東京都板橋区 個人 東京都板橋区
輸送施設の使用停止
（60日車）

ﾀｸｼｰ業務適正化特別
措置法第３７条第８
項

ﾀｸｼｰ業務適正化特別措置法第37条第3項の規定による適正化事業実施機
関（公益社団法人東京タクシーセンター）に対し、負担金を納付する
義務があるにもかかわらず、令和2年度の負担金を納付せず、令和3年
10月20日付け関自旅二第1327号による負担金納付命令（納付期限令和
3年11月4日）に従わなかったこと。(1)負担金納付命令違反(ﾀｸｼｰ業務
適正化特別措置法第37条第8項)

6 6

タクシー 2022 6 28 石井昇二 東京都江戸川区 個人 東京都江戸川区
輸送施設の使用停止
（60日車）

ﾀｸｼｰ業務適正化特別
措置法第３７条第８
項

ﾀｸｼｰ業務適正化特別措置法第37条第3項の規定による適正化事業実施機
関（公益社団法人東京タクシーセンター）に対し、負担金を納付する
義務があるにもかかわらず、令和2年度の負担金を納付せず、令和3年9
月10日付け関自旅二第1130号による負担金納付命令（納付期限令和3年
10月11日）に従わなかったこと。(1)負担金納付命令違反(ﾀｸｼｰ業務適
正化特別措置法第37条第8項)

6 6

タクシー 2022 6 28
東京太陽株式会社（法人
番号2011801013963）
代表者中川昌信

東京都葛飾区四つ木5-
5-18

本社営業所
東京都葛飾区四
つ木5-5-18

輸送施設の使用停止
（10日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第３８条第
１項

令和4年1月14日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実施。1件
の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車
運送事業運輸規則第38条第1項)

6 1

タクシー 2022 6 28
金港交通株式会社（法人
番号8020001019922）
代表者関進

神奈川県横浜市磯子区
上町11-3

本社営業所
神奈川県横浜市
磯子区上町11-3

輸送施設の使用停止
（10日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第３８条第
１項

令和3年11月24日、救護義務違反があった旨公安委員会からの通知を端
緒として監査を実施。2件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導
監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)､(2)運転者証
の返納等義務違反(ﾀｸｼｰ業務適正化特別措置法第16条第1項､第2項)

7 1

タクシー 2022 6 28
日野交通株式会社（法人
番号5020001018596）
代表者三野弘二

神奈川県横浜市鶴見区
鶴見中央4-43-4

菅沢営業所
神奈川県横浜市
鶴見区菅沢町16-
19

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第２１条第
１項

令和3年11月15日、救護義務違反があった旨公安委員会からの通知を端
緒として監査を実施。4件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の
遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第21条第1項)､
(2)新任運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第36条第2項)､(3)運
転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(4)事故惹起運
転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)

0 0

貸切バス 2022 6 28
本庄観光株式会社（法人
番号4030001060400）
代表者山田三二

埼玉県本庄市都島155-1 本社営業所
埼玉県児玉郡美
里町阿那志横手
697-4

輸送施設の使用停止
（60日車）

道路運送法第10条
令和3年12月17日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。1
件の違反が認められた。(1)運賃又は料金の割戻しの禁止違反(道路運送
法第10条)

6 6

貸切バス 2022 6 28

株式会社朝陽自動車（法
人番号
1011801031438）代表
者浮舟崇弘

東京都葛飾区東水元4-
6-1

東京営業所
東京都葛飾区水
元5-17-10

輸送施設の使用停止
（60日車）

道路運送法第9条の2
第1項

令和3年10月29日、定期的な監査を実施。1件の違反が認められた。(1)
運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2第1項)

6 6



貨物 2022 6 29
大伸興業有限会社（法人
番号8110002027048)代
表者今井秀子

新潟県見附市葛巻3丁目
1番7号

本社営業所
新潟県見附市葛
巻3丁目1番7号

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
9条第1項、法第17
条第1項及び同条第4
項

令和3年9月8日、監査実施。7件の違反が認められた。（1）事業計画変
更認可違反（貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号）（2）
乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下
「安全規則」）第3条第4項）（3）点呼の記録記載不備（安全規則第7
条第5項）（4）運行指示書の作成義務違反（安全規則第9条の3第1～3
項）（5）運転者台帳の作成義務違反（安全規則第9条の5第1項）（6）
運転者に対する指導監督の記録義務違反（安全規則第10条第1項）
（7）運転者に対する指導監督の記録記載不備（安全規則第10条第1
項）

4 4

貨物 2022 6 29

ワイライン株式会社（法
人番号
8150001019538）代表
者鈴木洋祐

奈良県大和郡山市代官
町2丁目44番地

本社
奈良県大和郡山
市代官町2丁目44
番地

輸送施設の使用停止
（130日車）

貨物自動車運送事業
法第9条第3項後段

令和3年11月30日、同年12月21日及び令和4年1月20日、公安委員会か
らの通知を端緒に監査を実施。10件の違反が認められた。（1）事業計
画変更事後届出違反【営業所又は荷扱所の名称、位置（利用運送のみ
に係るもの及び運輸局長が指定する区域内におけるものに限る。）の
変更違反】（貨物自動車運送事業法施行規則第7条第1項第2号、第3
号）、（2）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間
及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則（以下「安全規則」第3条第4項）、（3）疾病、疲労等のおそれの
ある乗務（安全規則第3条第6項）、（4）点検整備違反【定期点検整備
等の未実施】（安全規則第3条の2、道路運送車両法第48条）、（5）点
呼の実施違反【未実施】（安全規則第7条第1項～第3項）、（6）乗務
等の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第8条）、（7）運行記
録計による記録違反【記録】（安全規則第9条）、（8）運行指示書
【作成、指示又は携行の義務違反】(安全規則第9条の3第1項～第3
項)、（9）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して
行う指導及び監督の指針」（以下「指導監督告示」）による運転者に
対する指導及び監督違反【一部不適切】（安全規則第10条第1項）、
（10）指導監督告示による運転者に対する特別な指導及び運転適性診
断受診義務違反【運転適性診断の受診状況】（安全規則第10条第2項）

13 13

貨物 2022 6 29

有限会社石川運輸商事
（法人番号
3122002017024）代表
者海老海玉子

大阪府八尾市南本町7丁
目4番16号1

本社
大阪府八尾市南
本町7丁目4番16
号1

輸送施設の使用停止
（305日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和2年10月16日、同年10月20日に関係機関からの情報を端緒に監査
を実施。13件の違反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業
用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」第3条第4
項）、（2）疾病、疲労等のおそれのある乗務（安全規則第3条第6
項）、（3）点検整備違反【定期点検整備等の未実施】（安全規則第3
条の2、道路運送車両法第48条）、（4）整備管理者の研修受講義務違
反【研修未受講】（安全規則第3条の4）、（5）点呼の記録違反【記
録】（安全規則第7条第5項）、（6）乗務等の記録違反【記載事項等の
不備】（安全規則第8条）、（7）運行記録計による記録違反【記録】
（安全規則第9条）、（8）運転者台帳【作成】（安全規則第9条の5第1
項）、（9）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して
行う指導及び監督の指針」（以下「指導監督告示」）による運転者に
対する指導及び監督違反【大部分不適切】（安全規則第10条第1項）、
（10）（11）指導監督告示による運転者に対する特別な指導及び運転
適性診断受診義務違反【特別な指導の実施状況】【運転適性診断の受
診状況】（安全規則第10条第2項）、（12）運行管理者の講習受講義務
違反（安全規則第23条第1項）、（13）健康保険法、厚生年金保険法、
労働者災害補償保険法及び雇用保険法に基づく社会保険等加入義務者
が社会保険等に未加入（貨物自動車運送事業法施行規則第14条第2号）

31 31

タクシー 2022 6 29

日ノ丸ハイヤー株式会社
(法人番号
4270001000654）代表
者岡周一

鳥取県鳥取市古海601-8 倉吉営業所
鳥取県倉吉市昭
和町2丁目214

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年6月29日、情報提供を端緒として監査を実施。1件の違反が認め
られた。運転者に対する指導監督義務違反（駐停車違反、放置駐車違
反その他の道路交通法の違反行為に係るもの）（旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1項）

3 0

タクシー 2022 6 29

福博タクシー有限会社
（法人番号
1290002040015）代表
者古賀惠子

福岡県大野城市仲畑3丁
目1番2号

本社営業所
福岡県大野城市
仲畑3丁目1番2号

輸送施設の使用停止
（10日車）、文書警
告

道路運送法第27条第
3項

令和4年2月24日､監査実施。4件の違反が認められた。(1)点呼の記録事
項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下｢運輸規則｣）第24条
第5項）、(2)運転者に対する指導監督違反（運輸規則第38条第1項）、
(3)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反（運輸
規則第38条第1項）､(4)運行管理者の講習受講義務違反（運輸規則第48
条の4第1項）

1 1

タクシー 2022 6 30

三木タクシー株式会社
（法人番号
1470006816）代表者冨
田憲治

香川県木田郡三木町鹿
伏335番地4号

本社営業所
香川県木田郡三
木町鹿伏335番地
4号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年6月27日、公安委員会からの通報を端緒として監査を実施した
ところ、1件の違反が確認された。(1)事業用自動車の運行の安全を確保
するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと（旅
客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

貨物 2022 7 1

有限会社揖斐川合同運輸
（法人番号
5200002015310)代表者
伊藤誠

岐阜県揖斐郡揖斐川町
房島1357-1

本社営業所
岐阜県揖斐郡揖
斐川町房島字沢
東1357-1

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和4年6月9日､重傷事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡3件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)健康診断未受診(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第3条第6項)､(3)運転者に対する指導監督義務違
反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)

0 0

貨物 2022 7 1

中部ケミカル仲継株式会
社（法人番号
5180001014910)代表者
植松武司

愛知県名古屋市南区六
条町4丁目112

本社営業所
愛知県名古屋市
南区六条町4丁目
112

輸送施設の使用停止
(20日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和3年12月1日､監査方針に基づき､監査を実施｡8件の違反が認められ
た｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第4項)､(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第5項)､(4)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第9条の3第1項)､(5)運転者台帳の作成義務違反(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(6)運転者台帳の記載事
項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(7)特定の
運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条
第2項)､(8)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第10条第2項)

2 2

貨物 2022 7 1
有限会社中新運輸（法人
番号5180002018852)代
表者新井和実

愛知県名古屋市中川区
三ﾂ池町2-51

本社営業所
愛知県名古屋市
中川区三ﾂ池町2-
51

輸送施設の使用停止
(30日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和3年12月10日､監査方針に基づき､監査を実施｡10件の違反が認めら
れた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条第4項)､(2)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第3条第6項)､(3)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条の4)､(4)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第7条第1項及び第2項)､(5)点呼の記録義務違反(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第7条第5項)､(6)点呼の記録記載事項不備(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(7)乗務等の記録記載事項不備(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(8)運行記録計による記録義務違
反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(9)運行指示書の作成義務
違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)､(10)特定の運転
者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10
条第2項)

3 3



貨物 2022 7 1

武田建材運輸有限会社
（法人番号
8320002019908）代表
者武田徳和

大分県玖珠郡九重町大
字右田1955-19

本社営業所
大分県玖珠郡九
重町大字右田
1955-19

輸送施設の使用停止
（30日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法
17条第1項第2号、
法第17条第4項、法
第18条第1項、法第
24条の3、道路運送
車両法第52条、道路
運送法第95条

令和4年1月18日、監査実施。11件の違反が認められた。(1)輸送の安全
に関わる情報の公表違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下｢安全
規則｣）第2条の8)、(2)乗務時間等の基準の遵守違反(安全規則第3条第4
項)、(3)整備管理者の選任(変更)未届出違反(安全規則第3条の2、道路
運送車両法第52条)、(4)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(5)運転
者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(6)運転者に対す
る指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(7)特定運転者に対する特別な
指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(8)特定運転者に対する適性診断
受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(9)全従業員に対する指導監督義
務違反(安全規則第10条第4項)、(10)運行管理者の補助者の要件違反
（安全規則第18条第3項）、(11)自動車に関する表示義務違反（道路運
送法第95条）

3 3

タクシー 2022 7 1

八幡タクシー株式会社
（法人番号
3290801010728）代表
者藤村美代子

福岡県北九州市八幡西
区皇后崎町9-4

永犬丸営業
所

福岡県北九州市
八幡西区下上津
役1丁目2番101

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年6月27日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対
する指導監督違反（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

12 1

貨物 2022 7 4
サンナイト株式会社(法
人番号2260001022593)
代表者小林裕巳

岡山県岡山市南区大福
134-5

本社営業所
岡山県岡山市南
区大福134-5

輸送施設の使用停止
(90日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第9
条第1項、法第17条
第1項第1号、同条第
4項及び法第24条

令和3年10月8日及び同年11月19日、情報提供を端緒として監査を実
施。12件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車
運送事業法施行規則第2条第1項第4号)、(2)乗務時間等告示の遵守違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下安全規則)第3条第4項)、(3)疾
病、疲労等のおそれのある乗務禁止違反(安全規則第3条第6項)、(4)点
呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項及び第2項)、(5)点呼の記録義務
違反(安全規則第7条第5項)、(6)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7
条第5項)、(7)運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)、
(8)運転者台帳の保存義務違反(安全規則第9条の5第2項)、(9)運転者に
対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(10)特定の運転者に
対する特別な指導義務違反(安全規則第10条第2項)、(11)特定の運転者
に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(12)事故の届
出義務違反（自動車事故報告規則第3条）

9 9

貨物 2022 7 4
有限会社新輝産業(法人
番号5240002028853)代
表者新美修三

広島県東広島市黒瀬
松ヶ丘17-10

本社営業所
広島県東広島市
黒瀬町楢原宮前
1295-1

輸送施設の使用停止
(70日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第9
条第1項、及び法第
17条第1項第1号、
同条第4項

令和3年7月6日及び同年10月5日、死亡事故を引き起こしたことを端緒
として監査を実施。10件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可
違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)、(2)乗務時間等
告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下安全規則)第3条
第4項)、(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項、第2項及び第3
項)、(4)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(5)乗務等の
記録事項義務違反(安全規則第8条第1項)、(6)運行記録計による記録義
務違反(安全規則第9条)、(7)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則
第9条の5第1項)、(8)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条
第1項)、(9)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10
条第1項)、(10)特定の運転者に対する特別な指導義務違反(安全規則第
10条第2項)

7 7

タクシー 2022 7 4

有限会社肱南タクシー
（法人番号
8500002011680）代表
者得村慫

愛媛県大洲市大洲647番
地

本社営業所
愛媛県大洲市北
只1503番地1

輸送施設の使用停止
（90日車）、文書警
告

道路運送法第23条第
3項、第27条第3
項、第94条第1項

令和4年2月24日、労働局からの通報を端緒として監査を実施したとこ
ろ、12件の違反が確認された。(1)運行管理者の選任（解任）の届け出
をしていなかったこと（道路運送法第23条第3項）、(2)運転者の過労
防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間の限度を超えて乗
務していた者があったこと（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運
輸規則」）第21条第1項）、(3)運転者の過労防止に関する措置が不適
切であり、１箇月の拘束時間の限度を超えて乗務していた者があった
こと（運輸規則第21条第1項）、(4)運転者の健康状態の把握が確実に
なされていなかったこと（運輸規則第21条第5項）、(5)運転者に対す
る点呼が確実になされていなかったこと（運輸規則第24条第1項、第2
項）、(6)運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であった
こと（運輸規則第24条第5項）、 (7)運転者の乗務について定められた
事項の記録が不適切であったこと（運輸規則第25条第3項、第4項）、
(8)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する
指導監督の記録に記載すべき事項が不適切であったこと（運輸規則第
38条第1項）、(9)高齢運転者に対して事業用自動車の運行の安全を確
保するために遵守すべき事項についての特別な指導が不適切であった
こと（運輸規則第38条第2項）、(10)高齢運転者に対して法令で定めら
れた適性診断を受診させていなかったこと（運輸規則第38条第2項）、
(11)運行管理者に対して法令で定められた講習を受講させていなかった
こと（運輸規則第48条の4第1項）、(12)事業報告書の提出をしていな
かったこと（道路運送法第94条第1項)

9 9

貸切バス 2022 7 4
湖国バス株式会社(法人
番号4160001008270)代
表者立川敬一

滋賀県彦根市駅東町15
番1

彦根営業所
滋賀県彦根市野
口町333番地3号

警告(処分日車数20日
車のため、一般貸切
旅客自動車運送事業
者に対する行政処分
等の基準3．(6)によ
る)

道路運送法第27条第
3項

令和4年5月10日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。点呼実施義務違反【不適切】(旅客自動車運送事業運輸
規則第24条第1項、第2項、第3項)

2 2

貨物 2022 7 5

有限会社久保田商事（法
人番号
4070002028970）代表
者久保田實

群馬県邑楽郡大泉町坂
田２－１２－８

本社
群馬県邑楽郡大
泉町坂田２－１
２－８

輸送施設の使用停止
（80日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和3年7月20日、同年8
月25日、同年9月8日及び同年10月13日、監査を実施。9件の違反が認
められた。（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第4項）、（２）点呼の実施義務違反等（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第7条）、（３）運行記録計による記録義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（４）運転者に対する指
導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（５）
初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第2項）、（６）整備管理者の研修受講義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条の4）、（７）運行管理者の講習受
講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項）、（８）
事業計画（自動車車庫）の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条
第1項）、（９）事業計画（休憩睡眠施設）の変更認可違反（貨物自動
車運送事業法第9条第1項）

8 8

貨物 2022 7 5

株式会社ＭＩＣＫＥＹ・
ＮＥＴ・ＷＯＲＫＳ（法
人番号
7021001051726）代表
者諸星秀彦

神奈川県小田原市酒匂
３－１３－１６

本社
神奈川県小田原
市小竹６５５－
５

輸送施設の使用停止
（70日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

酒気帯び運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和3
年11月25日及び同年12月10日、監査を実施。8件の違反が認められ
た。（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条第4項）、（２）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第3条第6項）、（３）点呼の実施義務違反等（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（４）乗務等の記録事項違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（５）運行記録計
による記録保存義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、
（６）運行指示書の記載事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第9条の3）、（７）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第10条第1項）、（８）定期点検整備の実施違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第48条第1
項）

7 7



タクシー 2022 7 5

有限会社川治観光タク
シー（法人番号
1060002016021）代表
者沼尾保

栃木県日光市川治温泉
川治185

鬼怒川（旧
川治)営業所

栃木県日光市鬼
怒川温泉滝518

輸送施設の使用停止
（60日車）

道路運送車両法第５
８条第１項

令和3年12月7日、無車検運行があった旨の情報を端緒として監査を実
施。1件の違反が認められた。(1)無車検運行(道路運送車両法第58条第
1項)

6 6

タクシー 2022 7 5

日ノ丸ハイヤー株式会社
(法人番号
4270001000654)代表者
岡周一

鳥取県鳥取市古海601-8 米子営業所
鳥取県米子市大
谷町251-1、251-
2

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年7月5日、情報提供を端緒として監査を実施。1件の違反が認め
られた。運転者に対する指導監督義務違反(駐停車違反、放置駐車違反
その他の道路交通法の違反行為に係るもの)(旅客自動車運送事業運輸規
則第38条第1項)

3 0

貸切バス 2022 7 5

有限会社オートウィル
（法人番号：
4040002078696)代表者
飯田克美

千葉県東金市一之袋
133-5

茂原営業所
千葉県茂原市法
目字北沼3020-1

処分日車数50日車の
ため、一般貸切旅客
自動車運送事業者に
対する行政処分等の
基準3.(6)により文書
警告

道路運送法第15条第
1項

令和4年5月16日、定期的な監査を実施。5件の違反が認められた。(1)
事業計画の変更認可違反(道路運送法第15条第1項)､(2)運送引受書の記
載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第7条の2
第1項)､(3)点呼の実施等義務違反(運輸規則第24条)､(4)運行指示書の記
載事項不備(運輸規則第28条の2第1項)､(5)運転者に対する指導監督義務
違反(運輸規則第38条第1項)

5 5

貨物 2022 7 6
有限会社松山商店（法人
番号3180302002789)代
表者松山登

愛知県岡崎市西本郷町
字東岩戸3番地2

尾張旭営業
所

愛知県尾張旭市
城山町三ﾂ池6195
番地6

輸送施設の使用停止
(20日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和3年10月7日､監査方針に基づき､監査を実施｡6件の違反が認められ
た｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第
1項第4号)､(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
7条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第5項)､(4)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第8条)､(5)運行記録計による記録義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第9条)､(6)運転者台帳の記載事項等不備(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)

2 2

貨物 2022 7 6
株式会社トーマ東海（法
人番号7180001122546)
代表者時吉康二

愛知県名古屋市港区東
土古町二丁目1番地の16

本社営業所
愛知県名古屋市
南区鳴浜町2丁目
4番1号

輸送施設の使用停止
(70日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和3年10月12日及び令和3年10月26日､監査方針に基づき､監査を実
施｡4件の違反が認められた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運
送事業法施行規則第2条第1項第4号)､(2)乗務時間等基準告示の遵守違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(3)点呼の実施義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(4)点呼の記
録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)

7 7

貨物 2022 7 6
有限会社鈴木運送（法人
番号5180302001673)代
表者鈴木一成

愛知県岡崎市高橋町字
宇多利15-1

本社営業所
愛知県岡崎市高
橋町字宇多利15-
1

輸送施設の使用停止
(10日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和3年11月19日､監査方針に基づき､監査を実施｡3件の違反が認められ
た｡(1)一の運行の勤務時間遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第3条第4項)､(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第7条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第7条第5項)

1 1

貸切バス 2022 7 6
山梨交通株式会社（法人
番号3090001002199)代
表者雨宮正英

山梨県甲府市飯田3丁目
2番34号

静岡営業所
静岡県富士宮市
源道寺町1164

輸送施設の使用停止
(60日車)及び文書警
告

道路運送法第9条の2
第1項

令和3年11月25日及び令和3年11月29日、監査方針に基づき、監査を実
施。2件の違反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送
法第9条の2第1項)､(2)運送引受書記載事項不備(旅客自動車運送事業運
輸規則第7条の2第1項)

6 6

貨物 2022 7 8
株式会社ＹＭＭ（法人番
号2120101050731）代
表者増田竜太

大阪府堺市中区陶器北
928-53

本社
大阪府堺市西区
北条町1-33-12

輸送施設の使用停止
（90日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第１
号

令和3年10月20日、令和4年1月7日及び同年3月1日、死亡事故を引き起
こしたことを端緒に監査を実施。9件の違反が認められた。（1）「貨
物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に
係る基準」（以下「乗務時間等告示」）の遵守違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）乗務時間
等告示なお書きの遵守違反（一運行の勤務時間）（安全規則第3条第4
項）、（3）疾病、疲労等のおそれのある乗務（安全規則第3条第6
項）、（4）点呼の実施違反【未実施】（安全規則第7条第1項～第3
項）、（5）点呼の記録違反【記録】（安全規則第7条第5項）、（6）
乗務等の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第8条）、（7）
「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及
び監督の指針」（以下「指導監督告示」）による運転者に対する指導
及び監督違反【一部不適切】（安全規則第10条第1項）、（8）指導監
督告示による運転者に対する特別な指導及び運転適性診断受診義務違
反【運転適性診断の受診状況】（安全規則第10条第2項）、（9）健康
保険法、厚生年金保険法、労働者災害補償保険法及び雇用保険法に基
づく社会保険等加入義務者が社会保険等に未加入（貨物自動車運送事
業法施行規則第14条第2号）

9 9

貨物 2022 7 8

株式会社キタノライン
（法人番号
5140001042080）代表
者北野悟

兵庫県丹波市氷上町成
松27-2

本社

兵庫県丹波市氷
上町成松字西中
坪27番地2、78番
地1

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

令和3年12月3日及び同年12月16日、公安委員会からの通報を端緒に監
査を実施。7件の違反が認められた。（1）事業計画変更認可違反【自
動車車庫の位置及び収容能力違反】（貨物自動車運送事業法施行規則
第2条第1項第4号）、（2）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運
転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（3）点呼の
実施違反【未実施】（安全規則第7条第1項～第3項）、（4）点呼の記
録違反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、（5）乗務等の
記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第8条）、（6）運行指示書
【記載事項等の不備】(安全規則第9条の3第1項～第3項)、（7）「貨物
自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督
の指針」による運転者に対する指導及び監督違反【一部不適切】（安
全規則第10条第1項）

4 4

貨物 2022 7 8

株式会社STカンパニー
(法人番号
7240001022236)代表者
中尾和重

広島県広島市安佐北区
亀山南5丁目13-16

飯室営業所

広島県広島市安
佐北区安佐町大
字飯室上古市
1432番3

事業の停止(30日
間)、輸送施設の使用
停止(120日車)、輸送
の安全確保命令及び
文書警告

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第17
条第1項第１号、同
項第2号、同条第4
項、法第18条第1項
及び同条第3項

令和3年8月11日、同年9月6日及び同年9月29日、情報提供を端緒とし
て監査を実施。10件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違
反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下安全規則)第3条第4項)、(2)
疾病、疲労等のおそれのある乗務禁止違反(安全規則第3条第6項)、(3)
整備管理者の研修受講義務違反(安全規則第3条の4)、(4)点呼の実施義
務違反(安全規則第7条第1項、第2項及び第3項)、(5)乗務等の記録事項
義務違反(安全規則第8条第1項)、(6)運行記録計による記録義務違反(安
全規則第9条)、(7)運行記録計による記録の改ざん(安全規則第9条)、
(8)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(9)運行
管理者の選任違反(安全規則第18条第1項)、(10)運行管理者の選任(解
任)末届出違反(安全規則第19条)

48 42

貨物 2022 7 8
有限会社佐伯葬祭（法人
番号4310002020168）
代表者佐伯修

長崎県対馬市豊玉町仁
位1166-2

本社営業所
長崎県対馬市豊
玉町仁位1166-2

輸送施設の使用停止
（35日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第11
条、法第17条第1項
第1号、法第17条第
1項第2号、法第17
条第4項、法第60条
第1項、道路運送車
両法第48条

令和4年2月21日、監査実施。8件の違反が認められた。(1)運賃及び料
金、運送約款等の掲示違反(貨物自動車運送事業法（以下｢法｣）第11
条)、(2)疾病、疲労等のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安
全規則(以下「安全規則」)第3条第6項)､(3)定期点検整備の実施違反(安
全規則第3条の2、道路運送車両法第48条)、(4)点呼の記録義務違反(安
全規則第7条第5項)、(5)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、
(6)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)､(7)運転者
に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(8)報告義務違反(法第
60条第1項)

4 4



貨物 2022 7 8
大進運輸株式会社（法人
番号7310001009309）
代表者山下健二

長崎県雲仙市愛野町甲
919番地1

本社営業所
長崎県雲仙市愛
野町甲919番地1

輸送施設の使用停止
（60日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第8
条第1項、法第17条
第1項第1号、法第
17条第1項第2号、
法第17条第4項、道
路運送車両法48条

令和3年11月8日、監査実施。12件の違反が認められた。(1)事業計画
(自動車車庫)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法第8
条第1項)、(2)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安
全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(3)乗務時間等の基準なお書き
違反(安全規則第3条第4項)、(4)定期点検整備の実施違反(安全規則第3
条の2、道路運送車両法第48条)、(5)点呼の実施義務違反(安全規則第7
条)、(6)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(7)乗務等の
記録事項義務違反(安全規則第8条)、(8)運行記録計による記録義務違反
(安全規則第9条)､(9)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5
第1項)､(10)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(11)
運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反(安全規則
第10条第1項)、(12)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全
規則第10条第1項)

6 6

タクシー 2022 7 8

八幡タクシー株式会社
（法人番号
3290801010728）代表
者藤村美代子

福岡県北九州市八幡西
区皇后崎町9-4

永犬丸営業
所

福岡県北九州市
八幡西区下上津
役1丁目2番101

輸送施設の使用停止
（63日車）、文書警
告

道路運送法第27条第
3項

令和4年2月15日、監査実施。11件の違反が認められた。(1)苦情処理の
記録の記載事項不備違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸
規則」）第3条第2項）、(2)疾病、疲労等のおそれのある乗務（運輸規
則第21条第5項）、(3)点呼の記録義務違反（運輸規則第24条第5項）、
(4)乗務等の記録義務違反（運輸規則第25条）、(5)事故の記録事項不備
違反（運輸規則第26条の2）、(6)乗務員台帳の記載事項義務違反（運
輸規則第37条第1項）、(7)運転者に対する指導監督違反（運輸規則第
38条第1項）、(8)運転者に対する指導監督の記録保存違反（運輸規則
第38条第1項）、(9)特定運転者に対する特別な指導監督違反（運輸規
則第38条第2項）、(10)特定運転者に対する適性診断受診義務違反（運
輸規則第38条第2項）、(11)地理・応接の指導監督の記録・保存義務違
反（運輸規則第40条第3項）

19 8

貸切バス 2022 7 8
株式会社TaKuRoo（法
人番号1330002008619)
代表者小山剛司

熊本県熊本市西区上熊
本3丁目1番36号

世安営業所
熊本県熊本市中
央区世安3丁目6
番15号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年6月9日、監査実施。3件の違反が認められた。(1)運送引受書の
記載事項不備違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下｢運輸規則｣）
第7条の2第1項）、(2)運行指示書の記載事項義務違反（運輸規則第28
条の2第1項）、(3)乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条第
1項）

0 0

貨物 2022 7 11

日の出運輸企業株式会社
（法人番号
4410001002181）代表
者嶋田誠

秋田県秋田市寺内字神
屋敷295番地43

青森営業所
青森県青森市浪
岡大字徳才子字
山本168番地1

輸送施設の使用停止
（10日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第4項

令和3年9月30日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、3件の違
反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第3条第4項）、（2）点呼の実施
義務違反（安全規則第7条第3項）、（3）運転者に対する指導監督義務
違反（安全規則第10条第1項）

1 1

タクシー 2022 7 11
CK交通株式会社（法人
番号5410001006553）
代表者大里吉一

秋田県鹿角市花輪字下
花輪144番地1

本社営業所
秋田県鹿角市花
輪字下花輪144番
地1

輸送施設の使用停止
（20日車）及び文書
警告

道路運送法第21条、
道路運送法第27条第
3項

令和3年11月12日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、4件の
違反が認められた｡（1）乗合旅客運送違反（道路運送法第21条）、
（2）乗務員台帳の作成義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下
｢運輸規則｣）第37条第1項）、（3）運転者に対する指導監督義務違反
（運輸規則第38条第1項）、（4）運転者に対する指導監督の記録保存
違反（運輸規則第38条第1項）

2 2

貸切バス 2022 7 11

ミタカ観光有限会社（法
人番号
1500002008320）代表
者谷泉洋美

愛媛県伊予市三秋342番
地

本社営業所
愛媛県伊予市三
秋甲285番地1

輸送の施設の使用停
止（120日車）、文書
警告

道路運送法第27条第
3項、第29条の3

令和4年3月10日、監査方針に基づき監査を実施したところ、4件の違反
が確認された。(1)運転者の健康状態の把握が確実になされていなかっ
たこと（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第21条第5
項）、(2)運行に関する状況把握等のための体制が整備されていなかっ
たこと（運輸規則第21条の2）、(3)事業用自動車の運行の安全を確保
するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと（運
輸規則第38条第1項）、(4)輸送の安全にかかわる情報を公表していな
かったこと（道路運送法第29条の3）

12 12

貨物 2022 7 12
株式会社上田運送（法人
番号8150001010141）
代表者上田豊

奈良県桜井市大字吉備
468-3

本社
奈良県桜井市大
字吉備448-1

輸送施設の使用停止
（120日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和3年11月10日、令和4年3月1日及び同年3月31日、関係機関からの
情報を端緒に監査を実施。12件の違反が認められた。（1）「貨物自動
車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基
準」の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）、（2）疾病、疲労等のおそれのある乗務（安全規
則第3条第6項）、（3）整備管理者の選任（変更）の未届出、虚偽届出
【選任（変更）の未届出に係るもの】（安全規則第3条の2、道路運送
車両法第52条）、（4）整備管理者の研修受講義務違反【研修未受講】
（安全規則第3条の4）、（5）（6）点呼の実施違反【未実施】【不適
切】（安全規則第7条第1項～第3項）、（7）点呼の記録違反【記載事
項等の不備】（安全規則第7条第5項）、（8）乗務等の記録違反【記載
事項等の不備】（安全規則第8条）、（9）運行記録計による記録違反
【記録の保存】（安全規則第9条）、（10）運転者台帳【記載事項等の
不備】（安全規則第9条の5第1項）、（11）「貨物自動車運送事業者が
事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転
者に対する特別な指導及び運転適性診断受診義務違反【運転適性診断
の受診状況】（安全規則第10条第2項）、（12）運行管理者の講習受講
義務違反（安全規則第23条第1項）

12 12

貨物 2022 7 12

日の出運輸梱包株式会社
（法人番号
1120001057919）代表
者安本光雄

大阪府大阪市淀川区宮
原5丁目1番11号

本社
大阪府大阪市淀
川区宮原5丁目1
番11号

輸送施設の使用停止
（170日車)

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和3年11月10日及び同年12月9日、関係機関からの情報を端緒に監査
を実施。11件の違反が認められた。（1）疾病、疲労等のおそれのある
乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第
6項）、（2）点検整備違反【定期点検整備等の未実施】（安全規則第3
条の2、道路運送車両法第48条）、（3）整備管理者の研修受講義務違
反【研修未受講】（安全規則第3条の4）、（4）点呼の実施違反【不適
切】（安全規則第7条第1項～第3項）、（5）点呼の記録違反【記録】
（安全規則第7条第5項）、（6）乗務等の記録違反【記載事項等の不
備】（安全規則第8条）、（7）運行記録計による記録違反【記録】
（安全規則第9条）、（8）（9）運転者台帳【作成】【記載事項等の不
備】（安全規則第9条の5第1項）、（10）「貨物自動車運送事業者が事
業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者
に対する指導及び監督違反【大部分不適切】（安全規則第10条第1
項）、（11）運行管理者の講習受講義務違反（安全規則第23条第1項）

17 17

貨物 2022 7 12
株式会社水井運輸(法人
番号8240001034866)代
表者荻窪勲

広島県福山市曙町6丁目
8-12

本社
広島県福山市曙
町6丁目8-12

輸送施設の使用停止
(50日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第2
号、同条第4項

令和3年8月19日及び同年10月15日、情報提供を端緒として監査を実
施。10件の違反が認められた。(1)整備管理者の研修受講義務違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則(以下安全規則)第3条の4)、(2)点呼の実施
義務違反(安全規則第7条第1項及び第2項)、(3)点呼の記録事項義務違反
(安全規則第7条第5項)、(4)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条
第1項)、(5)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(6)運転
者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(7)運転者に対す
る指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(8)運転者に対する指導監
督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1項)、(9)特定の運転者に対す
る特別な指導義務違反(安全規則第10条第2項)、(10)特定の運転者に対
する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)

5 5



貨物 2022 7 12
敬心株式会社（法人番号
9290001071053）代表
者足立憲治

福岡県朝倉市古毛580-1 福岡営業所
福岡県糟屋郡粕
屋町大隈11-1-
B102

輸送施設の使用停止
（40日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第4項

令和4年2月28日、監査実施。6件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下｢安全規
則｣）第3条第4項)、(2)疾病、疲労等のおそれのある乗務(安全規則第3
条第6項)、(3)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(4)運転者台
帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(5)運転者に対する指
導監督違反(安全規則第10条第1項)、(6)運転者に対する指導監督の記録
又は指導監督の記録保存違反(安全規則第10条第1項)

4 4

貨物 2022 7 12
有限会社廣栄運送（法人
番号9290802024630）
代表者廣谷純枝

福岡県田川郡川崎町大
字川崎328-2

本社営業所
福岡県田川郡川
崎町大字川崎
328-2

輸送施設の使用停止
（40日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第4項

令和4年2月17日、監査実施。10件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項)、(2)乗務時間等の基準なお書き違反(安全規則第3条
第4項)、(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(4)点呼の記録義務
違反(安全規則第7条第5項)、(5)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第
8条)、(6)運行指示書に係る（作成、指示、携行）義務違反(安全規則第
9条の3第1項)、(7)運行指示書の記載事項義務違反(安全規則第9条の3第
1項)、(8)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、
(9)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(10)運行管理
者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項)

4 4

貸切バス 2022 7 12
株式会社立石観光（法人
番号5040001110764）
代表者瀬能英男

千葉県野田市船形51 野田営業所
千葉県野田市船
形51

輸送施設の使用停止
（60日車）

道路運送法第9条の2
第1項

令和3年11月2日、定期的な監査を実施。1件の違反が認められた。(1)
運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2第1項)

6 6

貸切バス 2022 7 12

有限会社アモーレ交通
（法人番号
9030002098534）代表
者関一幸

埼玉県川口市新堀町3-1
東京支店営
業所

東京都足立区舎
人2-20-13

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第68条

令和4年6月6日、定期的な監査を実施。1件の違反が認められた。(1)運
行管理補助者の届出義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第68条)

0 0

貸切バス 2022 7 12
井上運送株式会社（法人
番号6020001065844）
代表者井上修二

神奈川県川崎市高津区
末長4-26-22

本社営業所
神奈川県川崎市
高津区末長4-26-
22

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第45条

令和4年5月31日及び令和4年6月8日、定期的な監査を実施。1件の違反
が認められた。(1)定期点検整備等の未実施(旅客自動車運送事業運輸規
則第45条)

0 0

貸切バス 2022 7 12

有限会社さつき観光バス
（法人番号
6060002020159）代表
者大塚栄

栃木県鹿沼市加園138-2 本社営業所
栃木県鹿沼市加
園138-2

文書警告（処分日車
数20日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

道路運送法第15条第
1項

令和4年4月21日及び令和4年5月23日、法令違反の疑いがある旨の情報
を端緒に監査を実施。1件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可
違反(道路運送法第15条第1項)

2 2

貸切バス 2022 7 12

トラスポ4166合同会社
(法人番号
1140003011038)代表者
髙橋清人

兵庫県明石市太寺大野
町2701-4

神戸
兵庫県神戸市西
区水谷1丁目5-9

輸送施設の使用停止
(90日車)

道路運送法(以下｢
法｣)第9条の2第1項

令和4年1月21日及び同年1月31日、法令違反の疑いを端緒として監査を
実施。6件の違反が認められた。(1)運賃料金事前届出、運賃料金変更事
前届出違反(法第9条の2第1項)、(2)運送引受書の交付義務違反【記載事
項の不備】(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第7条の2第1
項、(3)点呼の記録義務違反【記載事項の不備】(運輸規則第24条第5
項)、(4)乗務等の記録義務違反【記録事項の不備】(運輸規則第25条第1
項、第2項、第4項)、(5)運行指示書の作成等義務違反【記載事項等の不
備】(運輸規則第28条の2第1項)、(6)乗務員台帳の作成、備付け義務違
反【記載事項等の不備】(運輸規則第37条第1項)

9 9

貨物 2022 7 13

株式会社クリアライン
（法人番号
2290001030379）代表
者堤雅彦

福岡県福岡市博多区金
の隈3丁目14番3号

関西
大阪府箕面市船
場東1-14-14

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

令和4年3月24日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。1件の違
反が認められた。（1）過積載運送の引受け、指示等【過積載による運
送の引受け】（貨物自動車運送事業法第17条第3項）

1 1

貨物 2022 7 13

有限会社京都安全輸送
（法人番号
1120002007988）代表
者村上光示

大阪府大阪市城東区新
喜多東1-13-40

城東
大阪府大阪市城
東区新喜多東1-
13-40

輸送施設の使用停止
（90日車）

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

令和3年11月30日及び同年12月14日、関係機関からの情報を端緒に監
査を実施。11件の違反が認められた。（1）事業計画変更認可違反【各
営業所に配置する事業用自動車の種別違反、種別ごとの数違反】（貨
物自動車運送事業法施行規則（以下「施行規則」）第2条第1項第3
号）、（2）事業計画変更認可違反【乗務員の休憩・睡眠施設の位置及
び収容能力違反】（施行規則第2条第1項第5号）、（3）事業計画変更
事後届出違反【営業所又は荷扱所の名称、位置（利用運送のみに係る
もの及び運輸局長が指定する区域内におけるものに限る。）の変更違
反】（施行規則第7条第1項第2号、第3号）、（4）点検整備違反【定期
点検整備等の未実施】（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安
全規則」）第3条の2、道路運送車両法第48条）、（5）点呼の実施違反
【未実施】（安全規則第7条第1項～第3項）、（6）乗務等の記録違反
【記載事項等の不備】（安全規則第8条）、（7）運転者台帳【記載事
項等の不備】（安全規則第9条の5第1項）、（8）「貨物自動車運送事
業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」（以
下「指導監督告示」）による運転者に対する指導及び監督違反【大部
分不適切】（安全規則第10条第1項）、（9）指導監督告示による運転
者に対する特別な指導及び運転適性診断受診義務違反【運転適性診断
の受診状況】（安全規則第10条第2項）、（10）運行管理者の講習受講
義務違反（安全規則第23条第1項）、（11）運行管理者補助者の要件違
反（安全規則第18条第3項）

9 9

貨物 2022 7 13
株式会社ＳＫＧ（法人番
号4500001019200）代
表者清家高雄

愛媛県宇和島市保田甲
1878-1

本社
愛媛県宇和島市
保田甲1878-1

輸送施設の使用停止
（40日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項、第
4項

令和4年3月15日、公安委員会からの通報を端緒として監査を実施した
ところ、7件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が
不適切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度を超え、また
所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこ
と（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、(2)運転者の過労
防止に関する措置が不適切であり、運転者が一の運行における最初の
勤務を開始してから最後の勤務を終了するまでの時間が144時間を超え
ていた者がいたこと（安全規則第3条第4項）、(3)運転者に対する点呼
が確実になされていなかったこと（安全規則第7条第1項、第2項、第3
項）、(4)運行記録計による記録が確実になされていなかったこと（安
全規則第9条）、(5)運転者台帳の作成が確実になされていなかったこと
（安全規則第9条の5第1項）、(6)事業用自動車の運行の安全を確保す
るために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと（安全
規則第10条第1項）、(7)事業用自動車の運行の安全を確保するために
必要な運転者に対する指導監督の記録が確実になされていなかったこ
と（安全規則第10条第1項）

4 4

貨物 2022 7 13

株式会社オークラロジ
（法人番号
9130001046269）代表
者辻??本康人

京都府城陽市観音堂南
田53-1

佐賀営業所
佐賀県三養基郡
上峰町堤3788-2

事業停止（30日
間）、輸送施設の使
用停止（20日車）、
文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第8
条第1項、法第17条
第1項第1号、法第
17条第4項

令和3年11月25日、監査実施。9件の違反が認められた。(1)事業計画
(配置車両数)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法第8
条第1項)、(2)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安
全規則（以下「安全規則」）第3条第4項)、(3)乗務時間等の基準なお書
き違反(安全規則第3条第4項)、(4)点呼の記録義務違反(安全規則第7条
第5項)、(5)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(6)運行記
録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(7)運行指示書の記載事項義
務違反(安全規則第9条の3第1項)、(8)運転者に対する指導監督違反(安
全規則第10条第1項)、(9)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反
(安全規則第10条第1項)

32 32



タクシー 2022 7 13

千代田タクシー株式会社
（法人番号
9080001003408)代表者
加藤高立

静岡県静岡市葵区東千
代田3丁目8番1号

本社営業所
静岡県静岡市葵
区東千代田3丁目
8番地1号

輸送施設の使用停止
(10日車)及び文書警
告

旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第5
項

令和4年2月24日、重傷事故を引き起こしたことを端緒として、監査を
実施。2件の違反が認められた。(1)健康診断未受診(旅客自動車運送事
業運輸規則第21条第5項)､(2)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自
動車運送事業運輸規則第38条第1項)

10 1

タクシー 2022 7 13

毎日タクシーグループ株
式会社（法人番号
1180001018246)代表者
松川佳道

愛知県名古屋市北区西
味鋺1丁目110番地

本社営業所
愛知県名古屋市
北区西味鋺1丁目
137､138番地

輸送施設の使用停止
(126日車)及び文書警
告

旅客自動車運送事業
運輸規則第24条第1
項及び第2項

（大名古屋交通株式会社本社営業所）令和3年10月27日及び令和3年11
月17日、監査方針に基づき、監査を実施。7件の違反が認められた。
(1)点呼の実施義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第1項及び
第2項)､(2)点呼の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第24
条第5項)､(3)点呼の記録不実記載(旅客自動車運送事業運輸規則第24条
第5項)､(4)特定の運転者に対する指導義務違反(旅客自動車運送事業運
輸規則第38条第2項)､(5)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(旅
客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)､(6)整備管理者の研修受講義務
違反(旅客自動車運送事業運輸規則第46条)､(7)一般講習受講義務違反
(旅客自動車運送事業運輸規則第48条の4第1項)（三和交通株式会社本
社営業所）令和3年11月2日、監査方針に基づき、監査を実施。7件の違
反が認められた。(1)乗務時間等基準告示の遵守違反（旅客自動車運送
事業運輸規則第21条第1項）、（2）運転者の1箇月の拘束時間及び休日
労働の限度違反（旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項）、（3）
健康診断未受診（旅客自動車運送事業運輸規則第21条第5項）、(4)特
定の運転者に対する指導義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第38
条第2項）、(5)特定の運転者に対する運転適性診断未受診（旅客自動車
運送事業運輸規則第38条第2項）、(6)整備管理者の研修受講義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則第46条）、(7)一般講習受講義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則第48条の4第1項）

17 13

貸切バス 2022 7 13
有限会社真備観光（法人
番号8260002021242）
代表者阿部隆志

岡山県倉敷市真備町妹
1933番地1号

本社営業所
岡山県倉敷市真
備町妹1933番地1
号

輸送施設の使用停止
（120日車）及び文書
警告

道路運送法(以下法)
第9条の2第1項及び
法第27条第3項

令和4年4月25日、継続監視の監査対象であることを端緒として監査を
実施。3件の違反が認められた。(1)運賃料金事前届出・運賃料金変更事
前違反（法第9条の2第1項）、(2)運送引受書の作成・交付義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第7条の2第1
項）、(3)乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第25条第2項）

12 12

貨物 2022 7 14
株式会社新生（法人番号
4110001025873）代表
者佐藤亨

新潟県長岡市来迎寺
3722番地

本社営業所
新潟県新潟市北
区太郎代字上往
来710番1

輸送施設の使用停止
（80日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項及び
同条第4項

令和3年8月24日、監査実施。5件の違反が認められた。（1）乗務時間
等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）（2）点呼の記録義務違反（安全規則第7条第5項）
（3）乗務等の記録改ざん・不実記載（安全規則第8条）（4）運行記録
計による記録保存義務違反（安全規則第9条）（5）運行管理者に対す
る指導監督違反（安全規則第22条）

8 8

貨物 2022 7 15
司東海株式会社（法人番
号3180301025106)代表
者庄司鉄平

愛知県豊田市本町中根
98番地

岐阜営業所
岐阜県瑞穂市野
田新田4036番1

輸送施設の使用停止
(30日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和3年11月11日､酒気帯び運転による事故を端緒として､監査を実施｡4
件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(4)運転者に対する指導
監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)

3 3

貨物 2022 7 15

森山建設工業株式会社
（法人番号
9140001079020）代表
者森山慶文

兵庫県伊丹市昆陽南1丁
目7番11号

本店
兵庫県伊丹市昆
陽南1丁目7-11

輸送施設の使用停止
（100日車）

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

令和3年12月10日及び同年12月22日、関係機関からの情報を端緒に監
査を実施。11件の違反が認められた。（1）事業計画変更認可違反【自
動車車庫の位置及び収容能力違反】（貨物自動車運送事業法施行規則
（以下「施行規則」）第2条第1項第4号）、（2）疾病、疲労等のおそ
れのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第6項）、（3）点検整備記録簿等の記載違反等【記載不適
切】（安全規則第3条の2第2項、道路運送車両法第49条）、（4）整備
管理者の研修受講義務違反【研修未受講】（安全規則第3条の4）、
（5）点呼の実施違反【未実施】（安全規則第7条第1項～第3項）、
（6）点呼の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、
（7）乗務等の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第8条）、
（8）運転者台帳【記載事項等の不備】（安全規則第9条の5第1項）、
（9）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指
導及び監督の指針」による運転者に対する指導及び監督違反【大部分
不適切】（安全規則第10条第1項）、（10）運行管理者の講習受講義務
違反（安全規則第23条第1項）、（11）健康保険法、厚生年金保険法、
労働者災害補償保険法及び雇用保険法に基づく社会保険等加入義務者
が社会保険等に未加入（施行規則第14条第2号）

10 10

タクシー 2022 7 19
栄タクシー株式会社（法
人番号9180001025466)
代表者浅井克美

愛知県名古屋市西区栄
生2丁目4番地1

本社営業所
愛知県名古屋市
西区栄生2丁目4
番地1

輸送施設の使用停止
(20日車)及び文書警
告

旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第5
項

令和4年1月6日、監査方針に基づき、監査を実施。3件の違反が認めら
れた。(1)健康診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第5項)､
(2)特定の運転者に対する指導義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第
38条第2項)､(3)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(旅客自動車
運送事業運輸規則第38条第2項)

2 2

タクシー 2022 7 19
刈谷交通株式会社（法人
番号1180301013871)代
表者横山宜幸

愛知県刈谷市大手町1丁
目1番地

本社営業所
愛知県刈谷市大
手町1丁目1番地

輸送施設の使用停止
(20日車)

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第2
項

令和4年1月12日、監査方針に基づき、監査を実施。2件の違反が認めら
れた。(1)特定の運転者に対する指導義務違反(旅客自動車運送事業運輸
規則第38条第2項)､(2)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(旅客
自動車運送事業運輸規則第38条第2項)

2 2

タクシー 2022 7 19

大阪トンボ交通株式会社
(法人番号
6120001151320)代表者
谷充

大阪府枚方市新町1-13-
52

門真
大阪府門真市三
ツ島3丁目4番3号

輸送施設の使用停止
(27日車)

道路運送法(以下｢
法｣)第23条第3項

令和3年12月22日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。4件の違
反が認められた。(1)運行管理者の選任解任届出違反【選任又は解任の
届出に係るもの】(法第23条第3項)、(2)｢旅客自動車運送事業運輸規則
第21条第1項の規定に基づき、事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗
務時間に係る基準｣の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸
規則｣)第21条第1項)、(3)｢旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転
者に対して行う指導及び監督の指針｣(以下｢運転者に対する指導監督告
示｣)による運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、
(4)運転者に対する指導監督告示による運転者に対する特別な指導及び
適性診断受診義務違反【適性診断の受診状況】(運輸規則第38条第2項)

3 3

貸切バス 2022 7 19
ロイヤル有限会社（法人
番号2050002016194）
代表者馬場克子

茨城県石岡市東田中
1188-6

本社営業所
茨城県石岡市東
田中1188-87

文書警告（処分日車
数10日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第46条

令和4年6月23日、定期的な監査を実施。1件の違反が認められた。(1)
整備管理者の研修受講義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第46条)

1 1

貸切バス 2022 7 19

富士観光バス株式会社
(法人番号
5290001044467)代表者
鶴篤

福岡県朝倉郡筑前町依
井342番地

関西営業所
大阪府泉佐野市
上瓦屋660番地2

警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年6月16日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。乗務等の記録義務違反【記録事項の不備】(旅客自動車
運送事業運輸規則第25条第1項、第2項、第4項)

0 0



貨物 2022 7 20

関東重機運送有限会社
（法人番号
7080102004182)代表者
田村誠治

静岡県裾野市石脇78-1 本社営業所
静岡県裾野市石
脇78-1

事業停止(7日間)及び
輸送施設の使用停止
(120日車)並びに文書
警告

貨物自動車運送事業
法施行規則第6条第1
項第1号

令和3年12月23日､公安委員会からの通知を端緒として､監査を実施｡12
件の違反が認められた｡(1)配置車両数違反(貨物自動車運送事業法施行
規則第6条第1項第1号)､(2)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第3条第6項)､(3)過積載運行禁止違反(貨物自動車運送事業法第17
条第3項)､(4)過積載運行容認違反(貨物自動車運送事業法第17条第3
項)、(5)過積載運送防止の指導及び監督の怠慢(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第4条)､(6)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第7条第1項及び第2項)､(7)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(8)乗務等の記録記載事項不備(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(9)運行記録計による記録義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(10)運転者台帳の記載事項等
不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(11)運転者に対
する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1
項)､(12)運行管理者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第22条)

26 12

貨物 2022 7 20
有限会社南洲運輸（法人
番号4180002090605)代
表者池田博文

愛知県愛西市内佐屋町
佐屋河原55番地1

立田営業所
愛知県津島市西
柳原町3丁目38番
地

輸送施設の使用停止
(100日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第2号

令和4年1月31日､監査方針に基づき､監査を実施｡11件の違反が認められ
た｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第
1項第2号)､(2)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則
第2条第1項第4号)､(3)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法
施行規則第2条第1項第5号)､(4)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(5)健康診断未受診(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第3条第6項)､(6)定期点検未実施(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第3条の2)､(7)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第7条第5項)､(8)乗務等の記録記載事項不備(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第8条)､(9)運行指示書の記載事項等不備(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)､(10)特定の運転者に対
する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(11)
特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第2項)

10 10

貨物 2022 7 20

生川倉庫運輸株式会社
（法人番号
7190001005262)代表者
井上史朗

三重県鈴鹿市国分町650 本社営業所
三重県鈴鹿市国
分町641

輸送施設の使用停止
(40日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和3年11月16日､重傷事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡3件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)点呼の実施義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(3)運転者に対する指
導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)

4 4

貨物 2022 7 20
平成運送株式会社（法人
番号5190001018431)代
表者服部和久

三重県四日市市西阿倉
川1039番地3

本社営業所
三重県三重郡菰
野町菰野1006

輸送施設の使用停止
(90日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第2号

令和3年10月29日､関係機関からの情報を端緒として､監査を実施｡13件
の違反が認められた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1項第2号)､(2)事業計画の変更認可違反(貨物自動車
運送事業法施行規則第2条第1項第5号)､(3)健康診断未受診(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第3条第6項)､(4)無車検運行(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条の2)､(5)定期点検未実施(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第3条の2)､(6)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)､(7)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第7条第5項)､(8)乗務等の記録記載事項不備(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第8条)､(9)運転者台帳の記載事項等不備(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(10)運転者に対する指
導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(11)運
転者に対する指導監督記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第1項)､(12)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(13)自動車に関する示義務
違反(道路運送法施行規則第65条)

9 9

貨物 2022 7 20
株式会社ワーク（法人番
号2180001086333)代表
者三石健治

愛知県一宮市今伊勢町
宮後字壱丁野39番地1

一宮西営業
所

愛知県一宮市開
明郷東19-1

輸送施設の使用停止
(60日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和3年10月29日及び令和3年11月15日､監査方針に基づき､監査を実
施｡7件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)健康診断未受診(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第3条第6項)､(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(4)点呼の記録記載事項不
備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)運行記録計による
記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(6)特定の運転
者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10
条第2項)､(7)事業報告書及び事業実績報告書未提出(貨物自動車運送事
業法第60条第1項)

6 6

貨物 2022 7 20

有限会社Ｍ．Ｌ．Ｓ
（旧：有限会社エムライ
ン）（法人番号
7040002079378）代表
者宮負薫

千葉県山武市椎崎８９
－４

本社
千葉県山武市椎
崎８９－４

輸送施設の使用停止
（280日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の2、道路運送車両
法第58条第1項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和3年7月19日及び同
年9月13日、監査を実施。16件の違反が認められた。（１）乗務時間等
告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、
（２）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3
条第6項）、（３）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第7条）、（４）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第8条第1項）、（５）運行記録計による記録義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（６）運行指示書の作成義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3）、（７）運転者に
対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1
項）、（８）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（９）定期点検整備の実施違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第48条
第1項）、（１０）点検整備記録簿の保存義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第49条）、（１１）無車検
運行（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第
58条第1項）、（１２）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第23条第1項）、（１３）事業計画の変更認可違反
（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、（１４）報告義務違反（貨物
自動車運送事業法第60条第1項、貨物自動車運送事業報告規則第2条、
貨物自動車運送事業報告規則第2条の2）、（１５）事業者たる法人の
役員変更未届出（貨物自動車運送事業法第60条第4項、貨物自動車運送

28 28

貨物 2022 7 20

株式会社トーヨー物流
（法人番号
8020001090989）代表
者菊池靖久

栃木県宇都宮市陽東２
－８－１４（栃木県宇
都宮市石井町２１４６
－１)

本社
栃木県宇都宮市
陽東２－８－１
４

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和3年11月2日、同年
12月17日及び同年12月27日、監査を実施。6件の違反が認められた。
（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第3条第4項）、（２）点呼の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第7条第5項）、（３）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第8条第1項）、（４）運行記録計による記録義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（５）運転者に対す
る指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、
（６）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3
条の2、道路運送車両法第48条第1項）

3 3



貨物 2022 7 20

群馬システム輸送株式会
社（法人番号
6070001026437）代表
者佐藤裕二

群馬県伊勢崎市堀下町
４８０

本社
群馬県伊勢崎市
堀下町４８０

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和3年10月29日及び同
年11月30日、監査を実施。8件の違反が認められた。（１）乗務時間等
告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、
（２）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条）、（３）乗務等の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第8条第1項）、（４）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第8条第1項）、（５）運行記録計による記録義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（６）運転者に対する指
導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（７）
初任運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第10条第2項）、（８）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）

3 3

貨物 2022 7 20
山添運輸株式会社（法人
番号2030001008574）
代表者山田次郎

群馬県渋川市半田字上
中島２６８０－１（埼
玉県さいたま市大宮区
大成町３－３０６）

渋川支店
群馬県渋川市半
田字上中島２６
８０－１

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和3年12月22日、監査
を実施。5件の違反が認められた。（１）乗務時間等告示の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（２）点呼の実施
義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（３）運行指
示書の作成義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3）、
（４）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第10条第1項）、（５）事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業
法第9条第3項）

2 2

タクシー 2022 7 20

名古屋近鉄タクシー株式
会社（法人番号
3180001031791)代表者
山根真哉

愛知県名古屋市中村区
名駅1丁目2番2号

黄金営業所
愛知県名古屋市
中村区黄金通8丁
目16番地

輸送施設の使用停止
(33日車)

道路運送法第13条
令和4年2月4日、監査方針に基づき、監査を実施。1件の違反が認めら
れた。(1)運送引受義務違反(道路運送法第13条)

7 4

貸切バス 2022 7 20

有限会社小菅観光バス
（法人番号
7090002009314）代表
者古菅立身

山梨県北都留郡小菅村
2346-1

本社営業所
山梨県北都留郡
小菅村2346-1

文書警告（処分日車
数50日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和4年5月18日及び令和4年6月2日、定期的な監査を実施。3件の違反
が認められた。(1)点呼の記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則
(以下｢運輸規則｣)第24条第5項)､(2)運転者に対する指導監督等義務違反
(運輸規則第38条第1項)､(3)定期点検整備等の未実施(運輸規則第45条)

9 5

貸切バス 2022 7 20

東富士観光自動車株式会
社（法人番号
7090001009967)代表者
小林繁

山梨県南都留郡忍野村
内野4780番地

静岡営業所
静岡県駿東郡小
山町須走字屏風
沢365番地3号

事業停止(12日間)
道路運送法第9条の2
第1項

令和3年12月8日、監査方針に基づき、監査を実施。2件の違反が認めら
れた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2第1項)､(2)運
送引受書記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第7条の2第1項)

55 7

貨物 2022 7 21

株式会社ティケイサービ
ス（法人番号
1200001031188)代表者
河野定裕

岐阜県可児市塩198-1 本社営業所
岐阜県可児市塩
198-1

輸送施設の使用停止
(90日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和3年10月21日､監査方針に基づき､監査を実施｡9件の違反が認められ
た｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第4項)､(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第5項)､(4)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第8条)､(6)運行記録計による記録改ざん(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(7)運転者台帳の作成義務違反(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(8)特定の運転者に対す
る指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(9)特
定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第2項)

9 9

貨物 2022 7 21
株式会社古都（法人番号
9130001057902）代表
者原翔

京都府京都市左京区岩
倉幡枝町344

本社
京都府京都市南
区上鳥羽岩ノ本
町88

輸送施設の使用停止
（125日車）

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

令和4年1月31日及び同年3月2日、法令違反の疑いがあることを端緒に
監査を実施。7件の違反が認められた。（1）事業計画変更認可違反
【営業所の位置（運輸局長が指定する区域外に限る。）の違反】（貨
物自動車運送事業法施行規則（以下「施行規則」）第2条第1項第2
号）、（2）事業計画変更認可違反【自動車車庫の位置及び収容能力違
反】（施行規則第2条第1項第4号）、（3）事業計画変更認可違反【乗
務員の休憩・睡眠施設の位置及び収容能力違反】（施行規則第2条第1
項第5号）、（4）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤
務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（5）点検整備違反
【定期点検整備等の未実施】（安全規則第3条の2、道路運送車両法第
48条）、（6）点呼の実施違反【未実施】（安全規則第7条第1項～第3
項）、（7）自動車に関する表示義務違反（道路運送法第95条、道路運
送法施行規則第65条）

13 13

貨物 2022 7 21

株式会社アート物流（法
人番号
4300001004313）代表
者森永義正

佐賀県佐賀市川副町早
津江117番地の2

本社営業所
佐賀県佐賀市川
副町早津江117番
地の2

輸送施設の使用停止
（80日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第4項

令和4年2月17日、監査実施。8件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項)、(2)健康状態の把握義務違反(安全規則第3条第6
項)､(3)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(4)運行記録計
による記録義務違反(安全規則第9条)、(5)運行指示書の記載事項義務違
反(安全規則第9条の3第1項)、(6)運転者台帳の記載事項義務違反(安全
規則第9条の5第1項)､(7)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条
第1項)、(8)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10
条第1項)

8 8

貨物 2022 7 21

株式会社ゼロ・プラス九
州（法人番号
2290001000010）代表
者小中宏

福岡県福岡市東区箱崎
埠頭5丁目9-21

久山カスタ
マーサービ
スセンター
営業所

福岡県糟屋郡久
山町大字猪野
865-1

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和4年7月8日、監査実施。3件の違反が認められた。(1)点呼の記録事
項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第
7条第5項)、(2)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1
項)、(3)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)

0 0

貨物 2022 7 22
司企業株式会社（法人番
号3180301018687)代表
者庄司只功

愛知県豊田市本町中根
98番地

福井越前営
業所

福井県越前市小
野谷町14字窪田
20-1

輸送施設の使用停止
(40日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和3年10月26日､監査方針に基づき､監査を実施｡5件の違反が認められ
た｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第4項)､(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第7条第5項)､(4)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第8条)､(5)一般講習受講義務違反(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第23条第1項)

4 4

貨物 2022 7 22

イーグル運輸株式会社
（法人番号
3040001072841)代表者
内山正徳

千葉県大網白里市南今
泉232-1

岐阜支店
岐阜県不破郡垂
井町梅谷430-1

輸送施設の使用停止
(110日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和3年11月10日及び令和3年11月29日､監査方針に基づき､監査を実
施｡10件の違反が認められた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運
送事業法施行規則第2条第1項第4号)､(2)配置車両数違反(貨物自動車運
送事業法施行規則第6条第1項第1号)､(3)乗務時間等基準告示の遵守違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(4)健康診断未受診(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)､(5)点呼の実施義務違反(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(6)点呼の記録記
載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(7)運行記録
計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(8)運
行記録計による記録不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､
(9)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9
条の5第1項)､(10)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第10条第2項)

11 11



貨物 2022 7 22
生田陸運株式会社（法人
番号3140001037248）
代表者山口善正

兵庫県三木市別所町興
治83

神戸
兵庫県神戸市兵
庫区中之島1丁目
1番3号

輸送施設の使用停止
（70日車）

貨物自動車運送事業
法第9条第3項前段

令和4年1月20日及び同年1月28日、労働局からの通報を端緒に監査を実
施。9件の違反が認められた。（1）事業計画変更事前届出違反【各営
業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数違反】（貨物自動車運送
事業法施行規則第6条第1項第1号）、（2）「貨物自動車運送事業の事
業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4
項）、（3）疾病、疲労等のおそれのある乗務（安全規則第3条第6
項）、（4）運行記録計による記録違反【記録】（安全規則第9条）、
（5）（6）運転者台帳【作成】【記載事項等の不備】（安全規則第9条
の5第1項）、（7）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に
対して行う指導及び監督の指針」（以下「指導監督告示」）による運
転者に対する指導及び監督違反【大部分不適切】（安全規則第10条第1
項）、（8）指導監督告示による運転者に対する特別な指導及び運転適
性診断受診義務違反【運転適性診断の受診状況】（安全規則第10条第2
項）、（9）運行管理者の講習受講義務違反（安全規則第23条第1項）

7 7

貸切バス 2022 7 25

大福タクシー有限会社
（法人番号
5240002041501）代表
者佐藤泰弘

広島県福山市新涯町二
丁目24-7

本社
広島県福山市新
涯町二丁目24-7

輸送施設の使用停止
（60日車）

道路運送法(以下法)
第9条の2第1項

令和3年11月26日、情報提供を端緒として監査を実施。1件の違反が認
められた。運賃料金事前届出・運賃料金変更事前違反（法第9条の2第1
項）

6 6

貨物 2022 7 26

株式会社北海道建商（法
人番号３４３０００１０
３３０７７）代表者金子
利雄

北海道札幌市東区東苗
穂１条２丁目２－５

本社営業所
北海道札幌市東
区東苗穂１条２
丁目２－５

輸送施設の使用停止
（１０５日車）及び
文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
９条第１項、法第１
７条第１項第２号、
法第１７条第４項

令和３年１１月１０日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況
を端緒として監査を実施。８件の違反が認められた。（１）事業計画
変更認可義務違反［自動車車庫の位置及び収容能力］（貨物自動車運
送事業法施行規則第２条第１項第４号）、（２）定期点検整備の実施
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第
３条の２）、（３）点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１項、第
２項）、（４）点呼の記録の改ざん・不実記載（安全規則第７条第５
項）、（５）乗務等の記録事項義務違反（安全規則第８条）、（６）
運行記録計による記録義務違反（安全規則第９条）、（７）運転者台
帳の記載事項義務違反（安全規則第９条の５第１項）、（８）運転者
に対する指導監督義務違反（安全規則第１０条第１項）

11 11

貨物 2022 7 26

八潮運輸株式会社（法人
番号２４４０００１００
２４５３）代表者小滝博
一

北海道北斗市萩野３５
－４

本社営業所
北海道北斗市萩
野３５－４

輸送施設の使用停止
（２０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項第１
号、法第１７条第４
項

令和４年３月８日、第一当事者と推定される死亡事故を引き起こした
ことを端緒として監査を実施。７件の違反が認められた。（１）乗務
時間等の基準の遵守義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以
下「安全規則」）第３条第４項）、（２）疾病・疲労等のおそれのあ
る乗務（安全規則第３条第６項）、（３）点呼の記録事項義務違反
（安全規則第７条第５項）、（４）乗務等の記録事項義務違反（安全
規則第８条）、（５）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第
１０条第１項）、（６）運転者に対する指導監督の記録保存義務違反
（安全規則第１０条第１項）、（７）特定運転者に対する適性診断受
診義務違反（安全規則第１０条第２項）

2 2

貨物 2022 7 26

株式会社北斗重建（法人
番号９４６０１０１００
３９８７）代表者塩谷充
弘

北海道足寄郡足寄町西
町４丁目３番地７４

本社営業所
北海道足寄郡足
寄町西町４丁目
３番地７５

輸送施設の使用停止
（２３日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項第２
号、法第１７条第４
項

令和４年４月２１日、公安委員会からの通報等を端緒として監査を実
施。６件の違反が認められた。（１）日常点検の実施義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条の２）、
（２）定期点検整備の実施義務違反（安全規則第３条の２）、（３）
整備管理者の研修受講義務違反（安全規則第３条の４）、（４）運転
者台帳の作成義務違反（安全規則第９条の５第１項）、（５）運転者
台帳の記載事項義務違反（安全規則第９条の５第１項）、（６）運転
者に対する指導監督義務違反（安全規則第１０条第１項）

3 3

貨物 2022 7 26

東盛運輸株式会社（法人
番号６４６２５０１００
０１５４）代表者土谷悠
介

北海道標津郡標津町南
６条西１丁目１番１２
－２号

中標津営業
所

北海道標津郡中
標津町字当幌１
３２３番地３

文書警告 道路運送法第９５条
令和４年５月１８日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を
端緒として監査を実施。１件の違反が認められた。（１）自動車に関
する表示義務違反（道路運送法第９５条）

0 0

貨物 2022 7 26

大立運輸株式会社（法人
番号９４３０００１００
９８０７）代表者須藤泰
成

北海道札幌市白石区流
通センター５－２－２
１

札幌営業所

北海道札幌市白
石区流通セン
ター５－２－２
１

輸送施設の使用停止
（３０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
９条第３項前段、法
第１７条第１項第１
号、法第１７条第４
項

令和４年５月２６日、公安委員会からの通報等を端緒として監査を実
施。４件の違反が認められた。（１）各営業所に配置する事業用自動
車の種別ごとの数違反（貨物自動車運送事業法施行規則第６条第１
項）、（２）乗務時間等の基準の遵守義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、（３）運行指示
書の作成、指示又は携行義務違反（安全規則第９条の３第１項から３
項）、（４）運行管理者の講習受講義務違反（安全規則第２３条第１
項）

3 3

貨物 2022 7 26
株式会社丸祐運送（法人
番号9420001009519）
代表者田沢祐司

青森県弘前市大字高田3
丁目6番地11

盛岡営業所
岩手県盛岡市黒
川23地割65番地2

輸送施設の使用停止
（80日車）及び文書
警告

法第17条第1項第1
号、法第17条第1項
第2号及び法第17条
第4項

令和4年1月5日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、7件の違
反が認められた｡（1）疾病･疲労等のおそれのある乗務（安全規則第3
条第6項）、（2）整備管理者の研修受講義務違反（安全規則第3条の
4）、（3）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項、第2項）、
（4）点呼の記録義務違反（安全規則第7条第5項）、（5）運転者に対
する指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）、（6）高齢運転者に
対する指導監督義務違反（安全規則第10条第2項）、（7）初任運転者
及び高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第10条第2
項）

8 8

貨物 2022 7 26
株式会社野﨑商事(法人
番号9260001022562)代
表者野﨑義行

岡山県岡山市南区藤田
1669番地

本社営業所
岡山県岡山市南
区藤田1669

輸送施設の使用停止
(1４０日車)、輸送の
安全確保命令及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第17
条第1項第1号、同条
第4項及び法第24条

令和3年10月6日、同年10月15日及び同年11月11日、情報提供を端緒と
して監査を実施。11件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守
違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下安全規則)第3条第4項)、
(2)疾病、疲労等のおそれのある乗務禁止違反(安全規則第3条第6項)、
(3)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条第1項)、(4)運行記録計に
よる記録の不実記録(安全規則第9条)、(5)運行記録計による記録保存義
務違反(安全規則第9条)、(6)事故の記録事項義務違反（安全規則第9条
の2）、(7)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、
(8)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(9)特定
の運転者に対する特別な指導義務違反(安全規則第10条第2項)、(10)特
定の運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、
(11)事故の届出義務違反（自動車事故報告規則第3条）

14 14

貨物 2022 7 26
喜運商事有限会社(法人
番号7260002028098)代
表者相川竜司

岡山県津山市近長634 近長営業所
岡山県津山市近
長634

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和4年7月14日、情報提供を端緒として監査を実施。1件の違反が認め
られた。運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第1項)

0 0



貨物 2022 7 26
株式会社北洋運輸（法人
番号5430001022664）
代表者加藤正博

北海道札幌市東区本町
１条１１－１－１０

東京
東京都港区港南
５－５－９－３
Ｆ

輸送施設の使用停止
（140日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の2、道路運送車両
法第48条第1項

過労運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和3年11
月9日及び同年11月17日、監査を実施。12件の違反が認められた。
（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第3条第4項）、（２）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第6項）、（３）点呼の実施義務違反等（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条）、（４）乗務等の記録事項違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（５）運行記録計による
記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（６）運転
者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条
第1項）、（７）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（８）定期点検整備の実施違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第48
条第1項）、（９）整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第3条の4）、（１０）運行管理者に対する指導及び監
督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条）、（１１）運行管
理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1
項）、（１２）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条
第1項）

14 14

貨物 2022 7 26

有限会社エイケー物流
（法人番号
1070002013158）代表
者秋谷猛

群馬県高崎市山名町２
３６０－１２

藤岡
群馬県藤岡市藤
岡２１２９－７

輸送施設の使用停止
（110日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和3年11月30日及び同
年12月21日、監査を実施。6件の違反が認められた。（１）乗務時間等
告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、
（２）乗務時間等告示なお書きの遵守違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第4項）、（３）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（４）点呼の実施義務違反等
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（５）運行指示書の作成
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3）、（６）運転
者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条
第1項）

11 11

貨物 2022 7 26

Ｆ－ＬＩＮＥ株式会社
（法人番号
3010001068883）代表
者本山浩

東京都中央区八丁堀３
－３－５

三郷物流セ
ンター

埼玉県三郷市新
三郷ららシティ
２－３－３

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の2、道路運送車両
法第58条第1項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年2月15日、監査
を実施。1件の違反が認められた。（１）無車検運行（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第58条第1項）

6 6

貨物 2022 7 26
株式会社マルミヤ（法人
番号1030001008030）
代表者三浦修

埼玉県さいたま市北区
別所町６４－１５

相模原
神奈川県相模原
市南区大野台２
丁目１１－１９

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

死亡事故を引き起こしたことを端緒として、令和3年12月16日、監査を
実施。5件の違反が認められた。（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（２）点呼の実施義務
違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（３）運転者に対
する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1
項）、（４）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第23条第1項）、（５）事業計画事前届出違反（貨物自動車
運送事業法第9条第3項）

2 2

乗合バス 2022 7 26

秋葉タクシー有限会社
（法人番号
2040002078137）代表
者秋葉秀太

千葉県大網白里市大網
361

本社営業所
千葉県大網白里
市大網361

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第25条第1
項

令和4年6月2日及び令和4年6月3日、新規許可を受けたことを端緒に監
査を実施。4件の違反が認められた。(1)乗務等の記録の記録事項の不備
(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第25条第1項)､(2)運転
基準図の記載事項の不備(運輸規則第27条第1項)､(3)運行表の記載事項
の不備(運輸規則第27条第2項)､(4)報告義務違反(道路運送法第94条第1
項)

0 0

貨物 2022 7 27
有限会社石村興産（法人
番号8420002005542）
代表者石村明男

青森県青森市浪岡福田1
丁目13番地3

本社営業所
青森県青森市浪
岡福田1丁目13番
地3

輸送施設の使用停止
（140日車）

法第17条第1項第1
号、法第17条第1項
第2号及び法第17条
第4項

令和3年11月30日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、7件の
違反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反（安全規則第3条
第4項）、（2）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項、第2項）、
（3）運行記録計による記録義務違反（安全規則第9条）、（4）運転者
に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）、（5）初任運転
者及び高齢運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第2
項）、（6）初任運転者及び高齢運転者に対する適性診断受診義務違反
（安全規則第10条第2項）、（7）定期点検整備の実施違反（安全規則
第13条及び道路運送車両法第48条）

14 14

貨物 2022 7 27
下町運輸株式会社（法人
番号8180001097770)代
表者鈴木幸英

愛知県一宮市平島2丁目
9-9

一宮配送セ
ンター

愛知県一宮市平
島2丁目9番9､9番
10

輸送施設の使用停止
(140日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和3年11月11日､監査方針に基づき､監査を実施｡9件の違反が認められ
た｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第
1項第4号)､(2)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条
第6項)､(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条
第1項及び第2項)､(4)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第7条第5項)､(5)点呼の記録不実記載(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第7条第5項)､(6)乗務等の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第8条)､(7)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第8条)､(8)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第9条)､(9)事業報告書及び事業実績報告書未提出
(貨物自動車運送事業法第60条第1項)

14 14

貨物 2022 7 27

株式会社エムケイ運送
(法人番号
3250001016372)代表者
松村勝也

山口県岩国市立石町二
丁目1番17号

山陰営業所
島根県松江市八
幡町796番地39

事業の停止(30日
間)、輸送施設の使用
停止(10日車)､輸送の
安全確保命令及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号及び同条第4項

令和3年4月19日及び同年4月27日、情報提供を端緒として監査を実施。
4件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運
送事業輸送安全規則(以下安全規則)第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違
反(安全規則第7条第1項、第2項及び第3項)、(3)点呼の記録事項義務違
反(安全規則第7条第5項)、(4)運行指示書の記載事項義務違反(安全規則
第9条の3第1項)

31 31

貨物 2022 7 27
株式会社西博運輸（法人
番号4290001084027）
代表者田中博文

福岡県宗像市王丸779-2 本社営業所
福岡県宗像市王
丸779-2

輸送施設の使用停止
（110日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第4項、法第18
条第1項

令和4年3月16日、監査実施。14件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下｢安全規
則｣）第3条第4項)、(2)乗務時間等の基準なお書き違反(安全規則第3条
第4項)、(3)疾病、疲労等のおそれのある乗務(安全規則第3条第6項)、
(4)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(5)点呼の記録義務違反(安全
規則第7条第5項)、(6)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)､
(7)運行指示書に係る（作成、指示、携行）義務違反(安全規則第9条の3
第1項)、(8)運行指示書の記載事項義務違反(安全規則第9条の3第1項)、
(9)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(10)運転
者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(11)運転者に対する
指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反(安全規則第10条第1項) 、
(12)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1
項)、(13)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第
2項)、(14)運行管理者の補助者要件違反(安全規則第18条第3項)

11 11

タクシー 2022 7 27

内藤タクシー有限会社
（法人番号
1110002034703）代表
者内藤成浩

新潟県佐渡市河原田本
町54番地1号

本社営業所
新潟県佐渡市河
原田本町54番地1
号

輸送施設の使用停止
（100日車）

道路運送法（以下
「法」）第15条第3
項及び法第27条第3
項

令和3年9月3日及び令和3年11月30日、監査実施。9件の違反が認めら
れた。（1）事業計画の事前変更届出違反（法第15条第3項）（2）点呼
の実施義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）
第24条第1項）（3）点呼の記録義務違反（運輸規則第24条第5項）
（4）乗務等の記録義務違反（運輸規則第25条第3項）（5）乗務員台帳
の記載不備（運輸規則第37条第1項）（6）運転者に対する指導監督違
反（運輸規則第38条第1項）（7）運転者に対する指導監督の記録義務
違反（運輸規則第38条第1項）（8）特定の運転者に対する適性診断受
診義務違反（安全規則第38条第2項）（9）整備管理者選任（変更）の
未届出（道路運送車両法第52条）

10 10



貨物 2022 7 28
坂本喜章(坂本運輸）代
表者坂本喜章

福岡県鞍手郡小竹町 本店営業所
福岡県鞍手郡小
竹町

文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第1項第2号、
法第17条第4項、法
第24条の3、法第60
条第1項、道路運送
車両法第49条第1項

令和4年5月31日、監査実施。7件の違反が認められた。(1)報告義務違
反(貨物自動車運送事業法第60条第1項)、(2)輸送の安全に関わる情報の
公表違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第2
条の8)、(3)定期点検整備記録簿の記載違反(安全規則第3条の2)、(4)疾
病、疲労等のおそれのある乗務(安全規則第3条第6項)、(5)運転者台帳
の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(6)運転者に対する指導
監督違反(安全規則第10条第1項)、(7)運転者に対する指導監督の記録事
項義務違反(安全規則第10条第1項)

0 0

貸切バス 2022 7 28

藤西阿観光株式会社（法
人番号
4480001007752）代表
者藤川善則

徳島県美馬市脇町字西
赤谷208番地27

本社営業所
徳島県美馬市脇
町字西赤谷208番
地27

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年5月31日及び同年6月23日、監査方針に基づき監査を実施したと
ころ、2件の違反が確認された。(1)事業用自動車の運行の安全を確保す
るために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと（旅客
自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第38条第1項）、(2)高
齢運転者に対して事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守す
べき事項についての特別な指導が不適切であったこと（運輸規則第38
条第2項）

4 4

タクシー 2022 7 29

大津第一交通株式会社
(法人番号
9160001000537)代表者
北浦歳彦

滋賀県大津市柳ヶ崎5番
地8号

本社
滋賀県大津市
柳ヶ崎5番地8号

警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年5月30日、労働局からの通報を端緒として監査を実施。3件の違
反が認められた。(1)点呼の記録義務違反【記載事項の不備】(旅客自動
車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第5項)、(2)乗務等の記
録義務違反【記録事項の不備】(運輸規則第25条第3項、第4項)、(3)乗
務員台帳の作成、備付け義務違反【記載事項等の不備】(運輸規則第37
条第1項)

0 0

貨物 2022 8 1
有限会社新洋通商（法人
番号7110002003248）
代表者太田栄一

新潟県新潟市中央区湊
町通4ノ町3349番地

市場営業所
新潟県新潟市江
南区西山字木山
830番11

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項及び
同条第4項

令和3年10月13日、監査実施。3件の違反が認められた。（1）乗務時間
等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）（2）乗務等の記録記載不備（安全規則第8条）
（3）運行記録計による記録義務違反（安全規則第9条）

1 1

貨物 2022 8 1
中央陸運株式会社（法人
番号8110001003289）
代表者関根研一

新潟県新潟市南区北田
中497-10

本社営業所
新潟県新潟市南
区北田中497-10

輸送施設の使用停止
（90日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項及び
同条第4項

令和4年3月11日、監査実施。10件の違反が認められた。（1）乗務時間
等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）（2）１箇月の拘束時間に関する違反（安全規則第
3条第4項）（3）乗務時間等告示なお書きの遵守違反（安全規則第3条
第4項）（4）疾病、疲労等のおそれのある乗務（安全規則第3条第6
項）（5）点呼の記録記載不備（安全規則第7条第5項）（6）乗務等の
記録義務違反（安全規則第8条）（7）運行記録計による記録義務違反
（安全規則第9条）（8）運行指示書の記載不備（安全規則第9条の3第1
項）（9）運転者台帳の記載不備（安全規則第9条の5第1項）（10）特
定の運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）

9 9

貨物 2022 8 1

株式会社新井グループ運
輸（法人番号
7070001015224）代表
者新井徹

群馬県伊勢崎市曲沢町
1554

新潟第２営
業所

新潟県新潟市北
区島見町3399-41

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項及び
同条第4項

令和3年10月20日、監査実施。6件の違反が認められた。（1）乗務時間
等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）（2）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1、2
項）（3）点呼の記録義務違反（安全規則第7条第5項）（4）点呼の記
録記載不備（安全規則第7条第5項）（5）運転者に対する指導監督違反
（安全規則第10条第1項）（6）運転者に対する指導監督の記録記載不
備（安全規則第10条第1項）

1 1

タクシー 2022 8 1

はと第一交通株式会社
(法人番号
2240002013420)代表者
荒木浩幸

広島県広島市東区戸坂
千足2丁目11番6号

本社営業所
広島県広島市東
区戸坂千足2丁目
11番6号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和3年10月14日及び同年12月17日、情報提供を端緒として監査を実
施。2件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動
車運送事業運輸規則(以下「運輸規則｣)第21条第1項)、(2)乗務等の記録
事項義務違反(運輸規則第25条第3項)

0 0

タクシー 2022 8 1

銀座自動車交通株式会社
（法人番号
3290801001017）代表
者藤野秀之

福岡県北九州市小倉北
区片野4丁目16-10

本社営業所
福岡県北九州市
小倉北区片野4丁
目16-10

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年7月22日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対
する指導監督違反（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

タクシー 2022 8 2

株式会社kmモビリティ
サービス（法人番号
2010801019178）代表
者渡邉啓幸

東京都大田区大森南4-
5-1

大森
東京都大田区大
森南4-5-1

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第３８条第
１項

令和4年6月16日、新規許可を受けたことを端緒として監査を実施。1件
の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車
運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

タクシー 2022 8 2

堀江タクシー株式会社
(法人番号
7120001047369)代表者
高士浩正

大阪府大阪市西区北堀
江2丁目4番23号

本社
大阪府大阪市西
区北堀江2丁目4
番23号

警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(放
置駐車違反)が過去一年以内に3件に達した。｢旅客自動車運送事業者が
事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針｣による運転者
に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

貸切バス 2022 8 2

株式会社ウインディ観光
（法人番号
6120101034615）代表
者黄田璧微

大阪府堺市西区菱木3-
2527-5

東京営業所
東京都葛飾区東
水元5-18-2-302

輸送施設の使用停止
（60日車）

道路運送法第9条の2
第1項

令和3年11月16日、定期的な監査を実施。2件の違反が認められた。(1)
運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2第1項)､(2)運送引受書
の記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則第7条の2第1項)

6 6

貸切バス 2022 8 2
金成商事株式会社（法人
番号4011801006981）
代表者千葉忠雄

東京都足立区一ツ家3-
26-11

本社営業所
東京都足立区一
ツ家3-26-11

輸送施設の使用停止
（100日車）

道路運送法第9条の2
第1項

令和3年11月19日、定期的な監査を実施。3件の違反が認められた。(1)
運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2第1項)､(2)運送引受書
の記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第7条
の2第1項)､(3)初任･高齢運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則
第38条第2項)

10 10

貸切バス 2022 8 2

麗星観光産業株式会社
（法人番号
9040001087842）代表
者周麗偉

千葉県松戸市栄町西4-
1148-2

本社営業所
千葉県松戸市栄
町西4-1148-2

輸送施設の使用停止
（60日車）

道路運送法第9条の2
第1項

令和3年11月15日、定期的な監査を実施。1件の違反が認められた。(1)
運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2第1項)

6 6

貸切バス 2022 8 2
吉野交通有限会社（法人
番号7050002043234）
代表者吉野信夫

茨城県筑西市二木成
833-1

本社営業所
茨城県筑西市二
木成833-8

輸送施設の使用停止
（140日車）

道路運送法第9条の2
第1項

令和3年11月10日、定期的な監査を実施。3件の違反が認められた。(1)
運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2第1項)､(2)運送引受書
の記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第7条
の2第1項)､(3)運行指示書の記載事項の不備(運輸規則第28条の2第1項)

14 14

貨物 2022 8 3
トヨタ輸送株式会社（法
人番号1180301018953)
代表者福井弘之

愛知県豊田市元町2 本社営業所
愛知県豊田市元
町2

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

令和4年7月7日､無免許運転を端緒として､監査を実施｡1件の違反が認め
られた｡(1)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第1項)

0 0

貨物 2022 8 3
協和株式会社（法人番号
9180001097588)代表者
堀田陽一

愛知県愛西市森川町川
平157番地2

愛西営業所
愛知県愛西市森
川町川平157番2

輸送施設の使用停止
(80日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和3年10月6日及び令和3年11月17日､監査方針に基づき､監査を実施｡
9件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)健康診断未受診(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第3条第6項)､(3)整備管理者の研修受講義務違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条の4)､(4)点呼の実施義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)､(5)点呼
の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(6)
乗務等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､
(7)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条
の3第1項)､(8)事業実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1
項)､(9)自動車に関する表示義務違反(道路運送法施行規則第65条)

8 8



貨物 2022 8 3
北信運輸株式会社（法人
番号6130001033633）
代表者小林克彦

京都府久世郡久御山町
野村村東72-1

本社
京都府久世郡久
御山町野村村東
71-1

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和4年2月4日、同年3月1日及び同年3月10日、労働局からの通報を端
緒に監査を実施。3件の違反が認められた。（1）「貨物自動車運送事
業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵
守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条
第4項）、（2）点呼の実施違反【未実施】（安全規則第7条第1項～第3
項）、（3）点呼の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5
項

4 4

貨物 2022 8 3

明和石膏運送株式会社
(法人番号
6250002001577)代表者
武安哲男

山口県山口市下小鯖
10999番地の8

本社営業所
山口県山口市大
字下小鯖字九田
分3304番地9

輸送施設の使用停止
(20日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号及び同条第4項

令和3年8月26日及び同年12月8日、酒気帯び運転による事故を端緒とし
て監査を実施。6件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下｢安全規則｣)第3条第4項)、(2)
点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項、第2項及び第3項)、(3)点呼
の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(4)点呼の記録事項義務違反(安
全規則第7条第5項)、(5)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条第1
項)、(6)運行指示書の記載事項義務違反(安全規則第9条の3第1項)

2 2

貸切バス 2022 8 3

瀬戸自動車運送株式会社
（法人番号
2180001078958)代表者
柴山隆

愛知県瀬戸市山脇町１
８番地

品野営業所
愛知県瀬戸市品
野町６丁目１０
０１番

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第7条の2第
1項

令和4年7月12日、監査方針に基づき、監査を実施。2件の違反が認めら
れた。(1)運送引受書記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第7条
の2第1項)、(2)運行指示書の記載事項等不備(旅客自動車運送事業運輸
規則第28条の2第1項)

0 0

貨物 2022 8 4

ＫＯＹＯエクスプレス株
式会社（法人番号
1120101052324）代表
者樋井利恵

大阪府羽曳野市高鷲6丁
目14番14号

本社
大阪府羽曳野市
高鷲6丁目14番14
号

輸送施設の使用停止
（70日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和4年1月17日、公安委員会からの通知を端緒に監査を実施。8件の違
反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者
の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）疾病、疲労
等のおそれのある乗務（安全規則第3条第6項）、（3）点検整備記録簿
等の記載違反等【記録の保存】（安全規則第3条の2、道路運送車両法
第49条）、（4）点呼の実施違反【未実施】（安全規則第7条第1項～第
3項）、（5）点呼の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第
5項）、（6）運行指示書【作成、指示又は携行の義務違反】(安全規則
第9条の3第1項～第3項)、（7）「貨物自動車運送事業者が事業用自動
車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」（以下「指導監督告
示」）による運転者に対する指導及び監督違反【一部不適切】（安全
規則第10条第1項）、（8）指導監督告示による運転者に対する指導及
び監督に係る記録の作成・保存【記録】（安全規則第10条第1項）

7 7

貨物 2022 8 4

サザントランスポート
サービス株式会社（法人
番号9120101004508）
代表者片岡健治

大阪府堺市堺区神南辺
町1-45-1

りんくう
大阪府泉佐野市
りんくう往来北
5-1

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和4年5月12日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。1件の違
反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転
者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する指導及び
監督違反【一部不適切】（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1
項）

0 0

貨物 2022 8 4

秀栄運輸商事株式会社
（法人番号
4122001003420）代表
者松原秀樹

大阪府東大阪市大蓮南
5-1-12

本店
大阪府東大阪市
大蓮南5-1-12

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和4年6月30日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。1件の違反
が認められた。（1）乗務等の記録違反【記録】（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第8条）

0 0

貨物 2022 8 4
有限会社伸興商運（法人
番号9470002007863）
代表者大江真一郎

香川県高松市前田西町
777-4、777-5

本社営業所
香川県高松市前
田西町777-5

輸送施設の使用停止
（130日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第2
号、第4項、運路運
送車両法第49条、貨
物自動車運送事業法
第24条の3、第24条
の4、第60条第1項

令和4年4月28日及び同年6月13日、適正化実施機関からの報告を端緒と
して監査を実施したところ、12件の違反が確認された。(1)事業用自動
車の定期点検整備の記録の保存が確実になされていなかったこと（貨
物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条の2）、(2)
整備管理者に対して、法令で定められた研修を受講させていなかった
こと（安全規則第3条の4）、(3)運転者に対する点呼の実施が不適切で
あったこと（安全規則第7条第1項、第2項、第3項）、(4)運転者に対す
る点呼の実施結果の記録が確実になされていなかったこと（安全規則
第7条第5項）、 (5)運転者の乗務について定められた事項の記録が不適
切であったこと（安全規則第8条）、(6)運行記録計による記録が確実に
なされていなかったこと（安全規則第9条）、(7)事業用自動車の運行の
安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であっ
たこと（安全規則第10条第1項）、(8)運行管理規程を定めていなかっ
たこと（安全規則第21条第1項、第2項）、(9)運行管理者に対して、法
令で定められた講習を受講させていなかったこと（安全規則第23条第1
項）、(10)輸送の安全にかかわる情報を公表していなかったこと（貨物
自動車運送事業法第24条の3）、(11)法令に基づく社会保険等の保険料
の納付がなされていなかったこと（貨物自動車運送事業法施行規則第
14条第2号）、(12)事業報告書及び事業実績報告書の提出をしていな
かったこと（貨物自動車運送事業法第60条第1項)

13 13

貸切バス 2022 8 4

株式会社古賀タクシー
（法人番号
9290001036312)代表者
後藤正典

福岡県古賀市天神1丁目
4-15

本社営業所
福岡県古賀市天
神1丁目4-15

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年7月11日、監査実施。2件の違反が認められた。(1)乗務員台帳
の記載事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規
則」）第37条第1項）、(2)点検整備記録簿の記載事項義務違反(運輸規
則第45条)

6 6

貸切バス 2022 8 4

株式会社アイネット（法
人番号
8480001003789）代表
者村上さやか

徳島県徳島市川内町大
松252番地の1

本社営業所
徳島県徳島市川
内町大松251番地
3

文書警告
道路運送法第27条第
3項、第94条第1項

令和4年3月18日及び同年6月20日、監査方針に基づき監査を実施したと
ころ、4件の違反が確認された。(1)乗務員台帳について定められた事項
の記録が不適切であったこと（旅客自動車運送事業運輸規則第（以下
「運輸規則」37条第1項）、(2)事業用自動車の運行の安全を確保する
ために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと（運輸規
則第38条第1項）、(3)新たに雇い入れした運転者及び高齢運転者に対
して事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項につ
いての特別な指導が不適切であったこと（運輸規則第38条第2項）、
(4)輸送実績報告書の提出をしていなかったこと（道路運送法第94条第
1項）

2 2

貨物 2022 8 5
株式会社関東貨物（法人
番号6050001002803)代
表者岩田正人

茨城県東茨城郡茨城町
上飯沼2-384

福井営業所
福井県坂井市三
国町山岸35字18
番8

輸送施設の使用停止
(110日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和3年12月17日､監査方針に基づき､監査を実施｡7件の違反が認められ
た｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第4項)､(2)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条第5項)､(3)運行記録計による記録改ざん(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第9条)､(4)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条の3第1項)､(5)運転者に対する指導監督義務違反(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(6)運転者に対する指導監
督記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(7)運
行管理規程の記載事項不適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第21条
第1項)

11 11

貨物 2022 8 8
有限会社細谷興業（法人
番号9410002007282)代
表者細谷敬貴

秋田県由利本荘市石脇
字田尻野4番地112

本社営業所
秋田県由利本荘
市石脇字田尻野4
番地112

輸送施設の使用停止
（10日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第4項

令和3年11月24日及び令和4年1月20日、監査方針を端緒として監査を
実施した結果、7件の違反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第3条第4
項）、（2）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第2項）、（3）点呼
の記録義務違反（安全規則第7条第5項）、（4）乗務等の記録義務違反
（安全規則第8条）、（5）運行記録計による記録義務違反（安全規則
第9条）、（6）運転者台帳の作成義務違反（安全規則第9条の5第1
項）、（7）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1
項）

1 1



貨物 2022 8 8

有限会社六ツ星運送（法
人番号
6480002011363）代表
者山本訓資

徳島県板野郡北島町中
村字牛飼原1-1

本社営業所
徳島県板野郡北
島町中村字牛飼
原1-1

輸送施設の使用停止
（60日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号、第1項第2号、第
4項

令和4年4月25日及び同年5月27日、公安委員会からの通報を端緒として
監査を実施したところ、9件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止
に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間の限
度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務してい
た者があったこと（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）、(2)運転者の過労防止に関する措置が不適切であ
り、１箇月の拘束時間の限度を超えて乗務していた者があったこと
（安全規則第3条第4項）、(3)整備管理者に対して、法令で定められた
研修を受講させていなかったこと（安全規則第3条の4）、(4)運転者に
対する点呼が確実になされていなかったこと（安全規則第7条第1項、
第2項、第3項）、(5)運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適
切であったこと（安全規則第7条第5項）、(6)運転者の乗務について定
められた事項の記録が不適切であったこと（安全規則第8条）、(7)運転
者台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと（安全規
則第9条の5第1項）、(8)事業用自動車の運行の安全を確保するために
必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと（安全規則第10
条第1項）、(9)運行管理者に対して、法令で定められた講習を受講させ
ていなかったこと（安全規則第23条第1項）

6 6

タクシー 2022 8 8

株式会社奄美タクシー尼
崎(法人番号
2140001054649)代表者
名島直久

兵庫県尼崎市御園1丁目
18番

本社
兵庫県尼崎市御
園1丁目18番

警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年4月28日、公安委員会からの通報及び労働局からの通報を端緒
として監査を実施。4件の違反が認められた。(1)乗務等の記録義務違反
【記録事項の不備】(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)
第25条第3項、第4項)、(2)運行記録計の記録義務違反【記録】(運輸規
則第26条第2項)、(3)乗務員台帳の作成、備付け義務違反【記載事項等
の不備】(運輸規則第37条第1項)、(4)｢旅客自動車運送事業者が事業用
自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針｣による運転者に対す
る指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)

0 0

貸切バス 2022 8 8
有限会社肥前観光（法人
番号1300002008811）
代表者出雲正人

佐賀県伊万里市東山代
町長浜2407-2

佐賀営業所
佐賀県佐賀市久
保田町徳万943-1

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年7月6日、監査実施。2件の違反が認められた。(1)乗務員台帳の
記載事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規
則」）第37条第1項）、(2)点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条
第5項）

0 0

貨物 2022 8 9
有限会社新羽原運輸(法
人番号3260002011396)
代表者羽原俊行

岡山県赤磐市東窪田
357-1

本社営業所
岡山県赤磐市東
窪田357-1

輸送施設の使用停止
(100日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第9
条第1項、法第17条
第1項第1号、同項第
2号及び同条第4項

令和3年12月8日、情報提供を端緒として監査を実施。8件の違反が認め
られた。(1)事業計画の変更認可違反(車庫)(貨物自動車運送事業法施行
規則第2条第1項第4号)、(2)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則(以下｢安全規則｣)第3条第4項)、(3)事業用自動車の定
期点検整備義務違反(安全規則第3条の2)、(4)点呼の記録義務違反(安全
規則第7条第5項)、(5)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、
(6)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条第1項)、(7)運転者台帳の
作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(8)運転者台帳の記載事項義務
違反(安全規則第9条の5第1項)

10 10

貸切バス 2022 8 9

丸建つばさ交通株式会社
（法人番号
3030001139063）代表
者齋藤清和

埼玉県北足立郡伊奈町
大字小室6144-1

上尾営業所
埼玉県上尾市二
ツ宮1069

輸送施設の使用停止
（160日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第26条第1
項

令和3年11月16日及び令和3年11月19日、事業譲渡を受けたことを端緒
に監査を実施。5件の違反が認められた。(1)点呼の記録義務違反(旅客
自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第24条第5項)､(2)運行記録計
による記録義務違反(運輸規則第26条第1項)､(3)高齢運転者に対する特
別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､(4)高齢運転者に対する適性
診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)､(5)運行管理補助者の届出義
務違反(運輸規則第68条)

16 16

貸切バス 2022 8 9

株式会社ＹＡＭＡドリー
ム観光（法人番号
7050001031090）代表
者山野井光晴

茨城県常総市水海道山
田町1248-1

本社営業所
茨城県常総市水
海道山田町1247-
1

輸送施設の使用停止
（80日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第7条の2第
1項

令和3年11月5日、定期的な監査を実施。3件の違反が認められた。(1)
運送引受書の交付義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規
則｣)第7条の2第1項)､(2)運行指示書の記載事項の不備(運輸規則第28条
の2第1項)､(3)高齢運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条
第2項)

8 8

貸切バス 2022 8 9

株式会社アクティブ・ツ
アーズ（法人番号
6040001048954）代表
者岩井重嘉

千葉県富里市七栄533-
267

本社営業所
千葉県富里市七
栄533-267

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和4年6月8日及び令和4年6月13日、定期的な監査を実施。1件の違反
が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事
業運輸規則第38条第1項)

0 0

貸切バス 2022 8 9
株式会社ケトル（法人番
号1010702012811）代
表者重盛雄一郎

東京都目黒区目黒本町
5-24-10

本社営業所
東京都目黒区目
黒本町5-24-10

文書警告（処分日車
数30日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第26条第1
項

令和4年5月16日及び令和4年5月27日、定期的な監査を実施。2件の違
反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運
輸規則(以下｢運輸規則｣)第21条第1項)､(2)運行記録計による記録義務違
反(運輸規則第26条第1項)

3 3

貨物 2022 8 10

株式会社オーバルネット
ワーク（法人番号
5190001004019)代表者
安田考宏

三重県鈴鹿市国分町
458-3

本社営業所
三重県四日市市
小古曽東2丁目3-
16

輸送施設の使用停止
(230日車)

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和3年10月18日､監査方針に基づき､監査を実施｡11件の違反が認めら
れた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条
第1項第4号)､(2)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第4項)､(3)一の運行の勤務時間遵守違反(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第3条第4項)､(4)健康診断未受診(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第3条第6項)､(5)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)､(6)点呼の記録記載
事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(7)運行記録計
による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(8)運転
者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第
1項)､(9)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第2項)､(10)特定の運転者に対する運転適性診断未受診
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(11)損害賠償の支払能
力確保義務違反(貨物自動車運送事業法施行規則第14条第3号)

23 23

貨物 2022 8 10
株式会社ＭＦＬ（法人番
号2120902002170）代
表者信川英樹

大阪府摂津市鳥飼西1丁
目1番17号

本社
大阪府摂津市鳥
飼西1丁目1-17

輸送施設の使用停止
（125日車）

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

令和3年11月15日、同年11月26日、同年12月23日及び令和4年1月31
日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。13件の違反が認めら
れた。（1）事業計画変更認可違反【自動車車庫の位置及び収容能力違
反】（貨物自動車運送事業法施行規則（以下「施行規則」）第2条第1
項第4号）、（2）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤
務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（3）「貨物自動車運
送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」
なお書きの遵守違反（一運行の勤務時間）（安全規則第3条第4項）、
（4）疾病、疲労等のおそれのある乗務（安全規則第3条第6項）、
（5）点検整備違反【定期点検整備等の未実施】（安全規則第3条の2、
道路運送車両法第48条）、（6）点呼の実施違反【未実施】（安全規則
第7条第1項～第3項）、（7）点呼の記録違反【記載事項等の不備】
（安全規則第7条第5項）、（8）運行指示書【作成、指示又は携行の義
務違反】(安全規則第9条の3第1項～第3項)、（9）（10）運転者台帳
【作成】【記載事項等の不備】（安全規則第9条の5第1項）、（11）
「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及
び監督の指針」（以下「指導監督告示」）による運転者に対する指導
及び監督違反【大部分不適切】（安全規則第10条第1項）、（12）指導
監督告示による運転者に対する特別な指導及び運転適性診断受診義務
違反【運転適性診断の受診状況】（安全規則第10条第2項）、（13）健
康保険法、厚生年金保険法、労働者災害補償保険法及び雇用保険法に

23 13



タクシー 2022 8 10

大和自動車株式会社（法
人番号
9010601004175）代表
者澤田林三郎

東京都江東区猿江2-16-
27

本社
東京都江東区猿
江2-16-27

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第３８条第
１項

令和4年8月10日、駐車違反があった旨の公安委員会からの通知を端緒
として監査を実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監
督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

6 0

タクシー 2022 8 10
株式会社日幸（法人番号
4011801003748）代表
者田中英司

東京都葛飾区堀切3-23ｰ
19

本社
東京都葛飾区堀
切3-23ｰ15

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第３８条第
１項

令和4年8月10日、駐車違反があった旨の公安委員会からの通知を端緒
として監査を実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監
督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

乗合バス 2022 8 10
遠州鉄道株式会社（法人
番号5080401000702)代
表者丸山晃司

静岡県浜松市中区旭町
12番地1号

浜松東営業
所

静岡県浜松市東
区豊町2253番地

輸送施設の使用停止
(10日車)

道路運送法第16条第
1項

令和4年3月11日、監査方針に基づき、監査を実施。1件の違反が認めら
れた。(1)事業計画に定める業務の確保違反(道路運送法第16条第1項)

1 1

タクシー 2022 8 12

扇興タクシー株式会社
(法人番号
8350001006821)代表者
暮部光昭

宮崎県延岡市別府町
3802の1

神戸営業所
兵庫県神戸市長
田区長田天神町6
丁目4番8号

警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(道
路交通法令違反)が過去一年以内に3件に達した。｢旅客自動車運送事業
者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針｣による運
転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第
1項)

1 0

タクシー 2022 8 12
株式会社PEACETAXI(法
人番号4140001030763)
代表者津田四郎

兵庫県神戸市兵庫区三
川口町2丁目2番地23号

本社
兵庫県神戸市兵
庫区三川口町2丁
目2番地23号

警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(道
路交通法令違反)が過去一年以内に3件に達した。｢旅客自動車運送事業
者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針｣による運
転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第
1項)

0 0

タクシー 2022 8 12

東洋タクシー株式会社
(法人番号
5140001014609)代表者
橘信之

兵庫県神戸市兵庫区三
川口町2丁目5番地24号

本社
兵庫県神戸市兵
庫区三川口町2丁
目5番地24号

警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(道
路交通法令違反)が過去一年以内に3件に達した。｢旅客自動車運送事業
者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針｣による運
転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第
1項)

0 0

タクシー 2022 8 12
有限会社ディマンド(法
人番号2140002015006)
代表者青田英子

兵庫県神戸市須磨区妙
法寺字上野路1068

本社
兵庫県神戸市須
磨区妙法寺字上
野路1068

警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(道
路交通法令違反)が過去一年以内に3件に達した。｢旅客自動車運送事業
者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針｣による運
転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第
1項)

14 0

タクシー 2022 8 12
株式会社結トラベル(法
人番号1360001022213)
代表者辛正民

沖縄県那覇市具志三丁
目23番13号

結ハイヤー
沖縄県那覇市具
志三丁目23番13
号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年7月29日、新規許可を端緒として監査実施。3件の違反が認めら
れた。(1)乗務等の記録の記載事項の不備（旅客自動車運送事業運輸規
則（以下「運輸規則」）第25条第3項、第4項）、(2)乗務員台帳の未作
成（運輸規則第37条第1項）、(3)定期点検等の未実施（運輸規則第45
条）

0 0

タクシー 2022 8 15
扇株式会社(法人番号
2140001001163)代表者
成川邦彦

兵庫県神戸市東灘区深
江浜町135番地

本社
兵庫県神戸市灘
区味泥町1番8号

警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年5月18日、労働局からの通報を端緒として監査を実施。1件の違
反が認められた。｢旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対
して行う指導及び監督の指針｣による運転者に対する特別な指導及び適
正診断受診義務違反【適性診断の受診状況】(旅客自動車運送事業運輸
規則第38条第2項)

0 0

貨物 2022 8 16
有限会社丸八運送（法人
番号8470002010744）
代表者藤田航並

香川県木田郡三木町大
字池戸甲532-2

香川南営業
所

香川県高松市浅
野1004-4

輸送施設の使用停止
（10日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和4年6月17日及び同年6月22日、公安委員会からの通報を端緒として
監査を実施したところ、2件の違反が確認された。(1)事業用自動車の運
行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が大部分不
適切であったこと（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第10条第1項）、(2)事業用自動車の運行の安全を確保するため
に必要な運転者に対する指導監督が一部不適切であったこと（安全規
則第10条第1項)

1 1

貸切バス 2022 8 16

株式会社美杉観光バス
(法人番号
2030001089912)代表者
吉田典弘

埼玉県飯能市美杉台六
丁目1番地の15

大阪営業所
大阪府高槻市大
塚町4丁目2番5号

警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年7月6日、区域拡大を端緒として監査を実施。1件の違反が認め
られた。点呼の記録義務違反【記載事項の不備】(旅客自動車運送事業
運輸規則第24条第5項)

0 0

貨物 2022 8 17
日本商運株式会社（法人
番号5122001019663）
代表者田中康正

大阪府八尾市青山町1丁
目6番5号

本社
大阪府八尾市青
山町1丁目6番5号

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(放
置行為)が過去1年以内に3件に達した。（1）運転者の指導監督義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2022 8 18
株式会社ｹｲｱｲ物流（法人
番号9380001019373）
代表者石綿真

福島県伊達郡桑折町大
字成田字百目木6番地の
1

郡山営業所
福島県郡山市富
田町字丸山73番
地の12

輸送施設の使用停止
（120日車）及び文書
警告

法第17条第1項第1
号、法第17条第4項

令和3年10月5日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、7件の違
反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反（安全規則第3条第
4項）、（2）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項、第2項、第3
項）、（3）点呼の記録義務違反（安全規則第7条第5項）【記載事項等
の不備】、（4）点呼の記録義務違反（安全規則第7条第5項）【記録の
改ざん･不実記載】、（5）運行指示書の携行義務違反（安全規則第9条
の3第1項）、（6）運転者台帳の作成義務違反（安全規則第9条の5第1
項）、（7）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1
項）

12 12

貨物 2022 8 18

株式会社田口建設工業
（法人番号
7120101025398）代表
者田口清治

大阪府松原市天美北5丁
目10番23号

本社
大阪府松原市天
美北5丁目10番23
号

輸送施設の使用停止
（110日車）

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

令和3年11月9日及び同年11月29日、関係機関からの情報を端緒に監査
を実施。12件の違反が認められた。（1）事業計画変更認可違反【自動
車車庫の位置及び収容能力違反】（貨物自動車運送事業法施行規則第2
条第1項第4号）、（2）疾病、疲労等のおそれのある乗務（貨物自動車
運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第6項）、（3）無車
検運行（安全規則第3条の2、道路運送車両法第58条第1項）、（4）点
検整備違反【定期点検整備等の未実施】（安全規則第3条の2、道路運
送車両法第48条）、（5）点検整備記録簿等の記載違反等【記録の保
存】（安全規則第3条の2、道路運送車両法第49条）、（6）点呼の実施
違反【未実施】（安全規則第7条第1項～第3項）、（7）点呼の記録違
反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、（8）乗務等の記録
違反【記載事項等の不備】（安全規則第8条）、（9）運行記録計によ
る記録違反【記録】（安全規則第9条）、（10）運転者台帳【記載事項
等の不備】（安全規則第9条の5第1項）、（11）「貨物自動車運送事業
者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」（以下
「指導監督告示」）による運転者に対する指導及び監督違反【大部分
不適切】（安全規則第10条第1項）、（12）指導監督告示による運転者
に対する特別な指導及び運転適性診断受診義務違反【運転適性診断の
受診状況】（安全規則第10条第2項）

11 11

タクシー 2022 8 18

株式会社ジャパンリムジ
ンサービス(法人番号
2460302004659)代表者
柿内裕一

北海道網走郡大空町女
満別本通3丁目1番25号

大阪
大阪府堺市堺区
戎島町4丁45番地
の1

輸送施設の使用停止
(71日車)

道路運送法(以下｢
法｣)第20条

令和4年1月26日、区域拡大を端緒として監査を実施。9件の違反が認め
られた。(1)営業区域外旅客運送【反復・計画的なものと認められるも
の】(法第20条)、(2)点呼の実施義務違反【未実施】(旅客自動車運送事
業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第24条第1項、第2項)、(3)点呼の記録義務
違反【記載事項の不備】(運輸規則第24条第5項)、(4)乗務等の記録義務
違反【記録事項の不備】(運輸規則第25条第3項、第4項)、(5)乗務員台
帳の作成、備付け義務違反【記載事項等の不備】(運輸規則第37条第1
項)、(6)｢旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う
指導及び監督の指針｣による運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則
第38条第1項)、(7)運転者に対する指導及び監督に係る記録の作成･保存
義務違反【記録】(運輸規則第38条第1項)、(8)整備管理者の研修受講義
務違反(運輸規則第46条)、(9)運行管理者の講習(一般講習)受講義務違
反(運輸規則第48条の4第1項)

8 8



貸切バス 2022 8 18
株式会社きらめき（法人
番号5220001014815）
代表者城戸昭生

石川県金沢市本町2丁目
4番1号

本社営業所
石川県小松市津
波倉町ハ38番地

輸送施設の使用停止
（90日車）

道路運送法（以下
「法」）第9条の2第
1項及び法第27条第
3項

令和3年11月26日、監査実施。3件の違反が認められた。（1）運賃料金
事前届出・運賃料金変更事前届出違反（法第9条の2第1項）（2）特定
の運転者に対する適性診断受診義務違反（旅客自動車運送事業運輸規
則（以下、「運輸規則」）第38条第2項）（3）運行管理者に対する指
導監督違反（運輸規則第48条の3）

11 9

貨物 2022 8 19

アート引越センター株式
会社（法人番号
8122001015081）代表
者寺田政登

大阪府大阪市中央区城
見1丁目2番27号

西大阪支店
大阪府大阪市港
区福崎2丁目1番
67号

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(放
置行為)が過去1年以内に3件に達した。（1）運転者の指導監督義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

タクシー 2022 8 22

ＮＡＲＤＯＪＡＰＡＮ株
式会社(法人番号
3120001212711)代表者
石原淳一

大阪府堺市西区浜寺諏
訪森町西1-12-11-202

ＮＡＲＤＯ
ＪＡＰＡＮ
株式会社(エ
イト交通)

大阪府堺市西区
浜寺諏訪森町西
1-12-11-202

輸送施設の使用停止
(10日車)

道路運送法(以下｢
法｣)第20条

令和4年2月9日及び同年2月22日、新規許可を端緒として監査を実施。6
件の違反が認められた。(1)営業区域外旅客運送【臨時・偶発的なもの
と認められるもの】(法第20条)、(2)点呼の記録義務違反【記録】(旅客
自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第24条第5項)、(3)点呼の記
録義務違反【記載事項の不備】(運輸規則第24条第5項)、(4)乗務員台帳
の作成、備付け義務違反【記載事項等の不備】(運輸規則第37条第1
項)、(5)｢旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う
指導及び監督の指針｣(以下｢運転者に対する指導監督告示｣)による運転
者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(6)運転者に対す
る指導監督告示による運転者に対する特別な指導及び適性診断受診義
務違反【適性診断の受診状況】(運輸規則第38条第2項)

1 1

貨物 2022 8 23

ｴｲｴｽｴﾑﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ株式会社
（法人番号
1390001006089）代表
者工藤亜紀子

山形県酒田市京田2丁目
1番地の11

本社営業所
山形県酒田市京
田2丁目1番地の
11

文書警告
法第17条第1項第1
号、法第17条第4項

令和4年7月8日及び7月29日、監査方針を端緒として監査を実施した結
果、2件の違反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反（安全
規則第3条第4項）、（2）運転者に対する監督義務違反（安全規則第10
条第1項）

0 0

貨物 2022 8 23
永代商運有限会社（法人
番号9020002088131）
代表者：中川栄次

神奈川県川崎市高津区
向ケ丘１５８

本社
神奈川県川崎市
高津区向ヶ丘１
５８－１

輸送施設の使用停止
（130日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第5項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年1月12日及び同
年1月24日、監査を実施。11件の違反が認められた。(1)疾病のおそれ
のある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、(2)点呼
の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）、(3)
乗務等記録の記載事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8
条）、(4)運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第1項）、(5)高齢運転者に対する指導監督違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、(6)高齢運転者に対する適性
診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、
(7)整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第3条の4）、(8)運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第23条第1項）、(9)事業計画の変更認可違反（貨物自動
車運送事業法第9条第1項）、(10)事業の適確な遂行に係る遵守事項の
うち損害賠償の支払い能力確保義務違反（貨物自動車運送事業法第24
条の4、貨物自動車運送事業法施行規則第14条第1項第3号）、(11)報告
義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

13 13

貨物 2022 8 23

有限会社フジ物流システ
ム（法人番号
3012402022122）代表
者：藤本政也

東京都調布市佐須町２
－２７－６

本社
東京都調布市佐
須町２－２７－
６

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条

死亡事故及び救護義務違反があった旨の公安委員会からの通知を端緒
として、令和3年12月22日及び同年12月27日、監査を実施。8件の違反
が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第4項）、(2)点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第7条）、(3)乗務等記録の記載事項違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第8条）、(4)運行記録計による記録義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、(5)運転者に対する指導監督違
反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、(6)定期点検
整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運
送車両法第48条）、(7)運行管理者の解任届出違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第19条）、(8)事業計画事前届出違反（貨物自動車運送
事業法第9条第3項）

6 6

貨物 2022 8 23

シーティナー株式会社
（法人番号
3010801005202）代表
者：竹森一行

東京都大田区城南島４
－７－９

東京
東京都大田区城
南島４－６－８

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和3年7
月7日及び同年10月21日、監査を実施。9件の違反が認められた。(1)乗
務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4
項）、(2)点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条）、(3)乗務等記録の記載事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第8条）、(4)運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第9条）、(5)運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第10条第1項）、(6)高齢運転者に対する指導監督
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、(7)初任・高
齢運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第2項）、(8)定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第48条）、(9)事業計画事
前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）

6 6

貨物 2022 8 23

株式会社ＩＢコーポレー
ション（法人番号
7010601045873）代表
者：石橋哲

千葉県市川市田尻２－
６－１１－２階

本社
千葉県市川市田
尻２－６－１１
－２階

輸送施設の使用停止
（50日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和3年12
月8日、同年12月23日及び令和4年1月6日、監査を実施。4件の違反が
認められた。(1)疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第3条第6項）、(2)運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第10条第1項）、(3)初任運転者に対する適性診断
受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、(4)
事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）

5 5

貨物 2022 8 23
川一産業株式会社（法人
番号7020001072344）
代表者：岩田修一

神奈川県川崎市川崎区
大島３－７－１４

本社
神奈川県川崎市
川崎区扇町５－
９

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和3年10月28日及び同
年11月19日、監査を実施。7件の違反が認められた。(1)乗務時間等告
示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、(2)点
呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(3)乗
務等記録の記載事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条）、
(4)運行指示書の作成義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条
の3第1～3項）、(5)運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第1項）、(6)運行管理者の講習受講義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項）、(7)運行管理補助
者の要件違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項）

4 4

貨物 2022 8 23

梅田運輸倉庫株式会社
（法人番号
9070001018761）代表
者：岩野道匡

群馬県太田市丸山町１
０４１

本社
群馬県太田市丸
山町１０４１

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和3年11月11日、監査
を実施。6件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、(2)点呼の実施義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項～3項）、(3)運転者に
対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1
項）、(4)高齢運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第2項）、(5)高齢運転者に対する適性診断受診義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、(6)運行管理者
の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項）

3 3



貨物 2022 8 23

株式会社ムービング（法
人番号
2030001022740）代表
者：伊賀山真行

埼玉県戸田市美女木東
２－５－１

戸田総合物
流センター

埼玉県戸田市美
女木東２－５－
１

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和4年4
月13日及び同年4月25日、監査を実施。1件の違反が認められた。(1)運
転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条
第1項）

0 0

タクシー 2022 8 23

京浜ハイヤー株式会社
（法人番号
9020001003818）代表
者岩浦泰二

神奈川県横浜市港南区
最戸1ｰ8ｰ5

保土ヶ谷
神奈川県横浜市
保土ヶ谷区岩井
町377

輸送施設の使用停止
（10日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第２１条第
１項

令和3年10月21日、法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として監査を
実施。4件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(旅客
自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第21条第1項)､(2)健康状態の
把握義務違反(運輸規則第21条第5項)､(3)点呼の記録事項義務違反(運輸
規則第24条第5項)､(4)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38
条第1項)

17 1

タクシー 2022 8 23
有限会社胡タクシー(法
人番号3240002002471)
代表者石川正宏

広島県広島市南区出島2
丁目21番8号

本社出島営
業所

広島県広島市南
区出島２丁目21
番8号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年6月22日及び同年7月29日、情報提供を端緒として監査を実施。
3件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運
送事業運輸規則(以下「運輸規則｣)第21条第1項)、(2)点呼の記録事項義
務違反(運輸規則第24条第5項)、(3)乗務員台帳の記載事項義務違反(運
輸規則第37条第1項)

0 0

乗合バス 2022 8 23

広栄交通バス株式会社
（法人番号
9030001068760）代表
者若野廣義

埼玉県坂戸市大字小沼
292-1

本社
埼玉県坂戸市大
字小沼292-1

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和4年5月10日及び令和4年5月12日、法令違反の疑いがあることを端
緒に監査を実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督
義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

乗合バス 2022 8 23
株式会社中国バス(法人
番号1240001034773)代
表者山田英夫

広島県福山市多治米町6
丁目12番31号

府中営業所
広島県府中市目
崎町字川渕168番
地

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年7月1日及び同年8月9日、死亡事故を端緒として監査を実施。2
件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動
車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第38条第1項)、(2)運転者に対す
る指導監督の記録事項義務違反(運輸規則第38条第1項)

0 0

貸切バス 2022 8 23

有限会社アイカムエクス
プレス（法人番号
5040002083836）代表
者嶋田博文

千葉県匝瑳市野手1307-
7

本社営業所
千葉県匝瑳市堀
川5470

輸送施設の使用停止
（60日車）

道路運送法第43条の
15第9項

道路運送法第43条の15第4項の規定により、一般貸切旅客自動車運送適
正化機関（公益財団法人関東貸切バス適正化センター）に対し、負担
金を納付する義務があるにもかかわらず、令和2年度分の負担金を納付
せず、令和4年1月5日付け関自旅一第1277号による負担金納付命令（納
付期限令和4年2月4日）に従わなかったこと。(1)負担金納付命令違反
(道路運送法第43条の15第9項)

6 6

貸切バス 2022 8 23

株式会社大和観光バス
（法人番号
2021001050369）代表
者中原一成

東京都町田市矢部町12-
29

横浜営業所
神奈川県横浜市
都筑区勝田町
750-1

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第1
項

令和4年6月28日及び令和4年7月8日、定期的な監査を実施。5件の違反
が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸
規則(以下｢運輸規則｣)第21条第1項)､(2)疾病のおそれのある乗務(運輸
規則第21条第5項)､(3)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)､(4)
運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)､(5)報告義
務違反(道路運送法第94条第1項)

0 0

貸切バス 2022 8 23

株式会社ダイキカンコー
（法人番号
4011801022194）代表
者荒木孝明

東京都足立区保木間5-
26-2-901

本社営業所
東京都足立区花
畑7-16-12

文書警告（処分日車
数10日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第46条

令和4年6月7日及び令和4年6月20日、定期的な監査を実施。5件の違反
が認められた。(1)疾病のおそれのある乗務(旅客自動車運送事業運輸規
則(以下｢運輸規則｣)第21条第5項)､(2)点呼の記録義務違反(運輸規則第
24条第5項)､(3)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第
1項)､(4)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条)､(5)報告義務
違反(道路運送法第94条第1項)

1 1

タクシー 2022 8 24
株式会社グレース（法人
番号2013201001714）
代表者金野和夫

東京都目黒区中央町2-
24-5

本社
東京都目黒区中
央町2-24-5-2階

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第３６条第
２項

令和4年6月23日及び令和4年7月15日、新規許可を受けたことを端緒と
して監査を実施。1件の違反が認められた。(1)新任運転者に対する指導
監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第36条第2項)

0 0

貨物 2022 8 25
有限会社一物流（法人番
号9130002029891）代
表者中岡一斗

京都府木津川市山城町
綺田南河原58番地

本社
京都府木津川市
山城町綺田南河
原58番地

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和4年2月10日及び同年3月7日、労働局からの通報を端緒に監査を実
施。4件の違反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自
動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、
（2）点呼の実施違反【未実施】（安全規則第7条第1項～第3項）、
（3）点呼の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、
（4）運行指示書【作成、指示又は携行の義務違反】(安全規則第9条の
3第1項～第3項)

3 3

貸切バス 2022 8 26
株式会社ＨＯＴ(法人番
号7120101054224)代表
者井上卓也

和歌山県和歌山市直川
160番地の20

泉南営業所
大阪府阪南市下
出546番地9

警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年6月14日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。疾病、疲労等のおそれのある乗務(旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第5項)

0 0

貨物 2022 8 29
有限会社美里商事（法人
番号5190002022234)代
表者角谷邦光

三重県四日市市尾平町
3768-205

本社営業所
三重県四日市市
采女町字名倉
2058-4

輸送施設の使用停止
(170日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和3年6月30日､監査方針に基づき､監査を実施｡15件の違反が認められ
た｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第
1項第4号)､(2)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第4項)､(3)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条第6項)､(4)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第3条の4)､(5)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(6)点呼の記録義務違反(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(7)点呼の記録記載事項不備(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(8)運行記録計による記録義
務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(9)事故の記録記載事
項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の2)､(10)運転者台帳の
作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(11)運
転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5
第1項)､(12)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第2項)､(13)特定の運転者に対する運転適性診断未受
診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(14)一般講習受講義
務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)､(15)社会保険等
未加入(貨物自動車運送事業法第24条の4)

17 17

貨物 2022 8 29
東物産株式会社（法人番
号5180001098524)代表
者堀内利美

愛知県名古屋市港区宝
神1丁目20番地

本社営業所
愛知県名古屋市
港区宝神1丁目22
番地

輸送施設の使用停止
(110日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

令和3年11月12日､監査方針に基づき､監査を実施｡9件の違反が認められ
た｡(1)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)､
(2)定期点検未実施(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)､(3)整
備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条
の4)､(4)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第5項)､(5)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第8条)､(6)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第9条)､(7)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第9条の5第1項)､(8)特定の運転者に対する指導義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(9)特定の運転者に対
する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項)

11 11

貸切バス 2022 8 29

みなとタクシー株式会社
（法人番号
5290001037099）代表
者古野ミワ子

福岡県宗像市赤間駅前2
丁目3-6

宗像大社営
業所

福岡県宗像市深
田584－2

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年7月27日、監査実施。2件の違反が認められた。(1)点呼の記録
事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下、「運輸規則」）
第24条第5項）、(2)乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条
第1項）

0 0

貨物 2022 8 30

イワクラ輸送株式会社
（法人番号４４３０００
１０５２６３８）代表者
三上慈誉

北海道苫小牧市新明町
３丁目５－９

本社営業所
北海道苫小牧市
新明町３丁目５
－９

一般貨物自動車運送
事業の事業停止（３
０日）、輸送施設の
使用停止（１０日
車）及び文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
９条第１項、法第２
４条

令和４年４月１２日及び令和４年６月３０日、公安委員会からの通報
等を端緒として監査を実施。３件の違反が認められた。（１）事業計
画変更認可義務違反［乗務員の休憩・睡眠施設の位置及び収容能力］
（貨物自動車運送事業法施行規則第２条第１項第５号）、（２）事故
の届出義務違反（貨物自動車運送事業法（（以下「法」）第２４
条）、（３）名義貸し（法第２７条第１項）

31 31



貨物 2022 8 30

有限会社岩﨑建設（法人
番号８４３０００２００
２２０９）代表者岩﨑一
則

北海道札幌市南区藤野
三条２丁目１番４８号

本社営業所
北海道札幌市南
区藤野三条２丁
目１番４８号

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項第
２号

令和４年４月２６日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を
端緒として監査を実施。１件の違反が認められた。（１）整備管理者
の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条の４）

1 1

貨物 2022 8 30

東北陸運株式会社（法人
番号３３７０６０１００
０５９８）代表者小松重
幸

宮城県塩竈市新浜町２
－２－４２

苫小牧営業
所

北海道苫小牧市
一本松町１５番
１１０

輸送施設の使用停止
（２０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項第１
号、法第１７条第１
項第２号、法第１７
条第４項

令和４年５月１２日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を
端緒として監査を実施。３件の違反が認められた。（１）乗務時間等
の基準の遵守義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安
全規則」）第３条第４項）、（２）整備管理者の研修受講義務違反
（安全規則第３条の４）、（３）運転者に対する指導監督の記録事項
義務違反（安全規則第１０条第１項）

2 2

貨物 2022 8 30

札幌軽量急送株式会社
（法人番号３４３０００
１０２９４９６）代表者
青田真

北海道札幌市北区西茨
戸一条１丁目６－７

苫小牧営業
所

北海道苫小牧市
新明町３丁目２
番４号

輸送施設の使用停止
（２０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項第１
号、法第１７条第１
項第２号、法第１７
条第４項

令和４年５月１３日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を
端緒として監査を実施。４件の違反が認められた。（１）乗務時間等
の基準の遵守義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安
全規則」）第３条第４項）、（２）整備不良車両等運行（安全規則第
３条の２）、（３）点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１項、第
２項）、（４）運行記録計による記録義務違反（安全規則第９条）

2 2

貨物 2022 8 30

三星運輸株式会社（法人
番号１４６０３０１００
２１５２）代表者中川寿
一

北海道網走郡美幌町字
東二条北１丁目１２

本社営業所
北海道網走郡美
幌町字日の出２
－６－１

輸送施設の使用停止
（１０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項第１
号、法第１７条第４
項

令和４年５月２６日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を
端緒として監査を実施。２件の違反が認められた。（１）疾病・疲労
等のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安
全規則」）第３条第６項）、（２）特定運転者に対する適性診断受診
義務違反（安全規則第１０条第２項）

1 1

貨物 2022 8 30

藤栄輸送株式会社（法人
番号７４４０００１００
４６７６）代表者齊藤善
之

北海道函館市浅野町２
－６

石狩営業所
北海道石狩市新
港西３丁目７０
１－９

輸送施設の使用停止
（７０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項第１
号、法第１７条第４
項

令和４年６月７日、第一当事者と推定される死亡事故を引き起こした
ことを端緒として監査を実施。４件の違反が認められた。（１）乗務
時間等の基準の遵守義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以
下「安全規則」）第３条第４項）、（２）疾病・疲労等のおそれのあ
る乗務（安全規則第３条第６項）、（３）事故の記録事項義務違反
（安全規則第９条の２）、（４）運転者に対する指導監督義務違反
（安全規則第１０条第１項）

7 7

貨物 2022 8 30

ヒラタ建設興業株式会社
（法人番号４４６０１０
１００１４５０）代表者
平田英二

北海道上川郡清水町北
三条西６丁目１４番地
１

本社営業所
北海道上川郡清
水町北三条西６
丁目１４番地１

輸送施設の使用停止
（１０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項第１
号、法第１７条第４
項

令和４年６月１６日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を
端緒として監査を実施。２件の違反が認められた。（１）乗務時間等
の基準の遵守義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安
全規則」）第３条第４項）、（２）乗務等の記録事項義務違反（安全
規則第８条）

1 1

貨物 2022 8 30
有限会社ばば運輸（法人
番号9050002044899）
代表者：馬場直人

茨城県結城市新矢畑５
－３

本社
茨城県結城市新
矢畑５－３

輸送施設の使用停止
（220日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第5項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和3年12
月14日、監査を実施。11件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の
遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、(2)疾病の
おそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、
(3)点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、
(4)点呼記録の改ざん・不実記載（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第5項）、(5)乗務等記録の記載事項違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第8条）、(6)乗務等記録の改ざん・不実記載（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第8条）、(7)運行記録計による記録義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第9条）、(8)運転者に対する指導監督違反等
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、(9)事故惹起・高
齢運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
10条第2項）、(10)事故惹起・高齢運転者に対する適性診断受診義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、(11)事業計画の
変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）

22 22

貨物 2022 8 30

Ｍ・Ｄトランスポート株
式会社（法人番号
7013101006057）代表
者：松村忠夫

東京都青梅市野上町４
－４－５藤村ビル３階

本社
東京都青梅市野
上町４－４－５
藤村ビル３階

輸送施設の使用停止
（50日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

救護義務違反があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和3
年12月16日及び令和4年3月15日、監査を実施。5件の違反が認められ
た。(1)疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3
条第6項）、(2)運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第1項）、(3)初任運転者に対する指導監督違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、(4)定期点検整備の実
施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法
第48条）、(5)運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第23条第1項）

5 5

貨物 2022 8 30
安房運輸株式会社（法人
番号2040001073717）
代表者：石川幸夫

千葉県君津市中島４１
０

中野
東京都中野区弥
生町１－２２－
１５

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第2項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和4年1
月12日及び同年1月17日、監査を実施。8件の違反が認められた。(1)点
呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(2)運
転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10
条第1項）、(3)高齢運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第2項）、(4)高齢運転者に対する適性診断受診義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、(5)運行管
理者に対する指導及び監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
22条）、(6)事故の未報告（貨物自動車運送事業法第24条）、(7)事業計
画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）、(8)報告義務違
反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

3 3

貨物 2022 8 30
有限会社貝塚運輸（法人
番号6050002029069）
代表者：貝塚浩二

茨城県行方市井上１５
１７－４

本社
茨城県行方市井
上１５１７－４

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和4年1
月25日、監査を実施。5件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の
遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、(2)点呼記
録の記載事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）、
(3)乗務等記録の記載事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8
条）、(4)運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第1項）、(5)定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第48条）

3 3

貨物 2022 8 30
吉成運送株式会社（法人
番号5050001026596）
代表者：吉成慎一

茨城県常陸太田市瑞龍
町４９９－１

本社
茨城県常陸太田
市瑞龍町４９９
－１

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

公安委員会からの通知を端緒として、令和4年5月31日、監査を実施。1
件の違反が認められた。(1)過積載運送（貨物自動車運送事業法第17条
第3項）

3 3

貨物 2022 8 30
有限会社田胡運送（法人
番号2070002010807）
代表者：田胡秀之

群馬県高崎市上佐野町
２１２－１

本社
群馬県高崎市上
佐野町２１２－
１

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和3年11月29日、監査
を実施。5件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、(2)点呼の実施義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項～3項）、(3)運転者に
対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1
項）、(4)運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第23条第1項）、(5)運行管理補助者の要件違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第18条第3項）

3 3



貨物 2022 8 30

有限会社ティーコーポ
レーション（法人番号
7070002031047）代表
者：柴崎卓也

群馬県渋川市半田２２
０３－１

本社
群馬県渋川市半
田２２０３－１

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和3年11月25日、同年
12月23日及び令和4年1月7日、監査を実施。8件の違反が認められた。
(1)点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、
(2)乗務等記録の記載事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8
条）、(3)運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第9条）、(4)運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第1項）、(5)定期点検整備の実施違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第48条）、(6)運行
管理者に対する指導及び監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第22条）、(7)事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3
項）、(8)報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

2 2

貨物 2022 8 30
有限会社東海配送（法人
番号2080002003982)代
表者長島政志

静岡県静岡市駿河区北
丸子2-34-9

本社営業所
静岡県静岡市駿
河区北丸子2-34-
9

輸送施設の使用停止
(30日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和4年1月18日及び令和4年1月24日､監査方針に基づき､監査を実施｡7
件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(3)点呼の実施不適切(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)､(4)
点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5
項)､(5)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
8条)､(6)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第9条)､(7)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第9条の3第1項)

3 3

貨物 2022 8 30
株式会社夢翔ライン（法
人番号7180001131084)
代表者梅山輝朗

愛知県大府市追分町5丁
目145番地1

本社営業所
愛知県大府市月
見町1丁目315番
地星空館202

輸送施設の使用停止
(30日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和3年10月28日､監査方針に基づき､監査を実施｡7件の違反が認められ
た｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第4項)､(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第5項)､(4)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第8条)､(6)運行記録計による記録義務違反(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(7)運行指示書の作成義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)

3 3

貨物 2022 8 30
有限会社勇誠運輸（法人
番号5120902012101）
代表者小原幸男

大阪府摂津市別府1丁目
16番9号

本社
大阪府摂津市別
府1丁目16番9号

輸送施設の使用停止
（70日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和4年1月18日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。10件の違
反が認められた。（1）疾病、疲労等のおそれのある乗務（貨物自動車
運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第6項）、（2）整備
管理者の研修受講義務違反【研修未受講】（安全規則第3条の4）、
（3）点呼の実施違反【未実施】（安全規則第7条第1項～第3項）、
（4）点呼の記録違反【記録】（安全規則第7条第5項）、（5）乗務等
の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第8条）、（6）運行記録
計による記録違反【記録】（安全規則第9条）、（7）運転者台帳【記
載事項等の不備】（安全規則第9条の5第1項）、（8）「貨物自動車運
送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」
（以下「指導監督告示」）による運転者に対する指導及び監督に係る
記録の作成・保存【記録】（安全規則第10条第1項）、（9）指導監督
告示による運転者に対する特別な指導及び運転適性診断受診義務違反
【運転適性診断の受診状況】（安全規則第10条第2項）、（10）運行管
理者補助者の要件違反（安全規則第18条第3項）

7 7

貨物 2022 8 30

株式会社九州安全運輸
（法人番号
9290801013667）代表
者大久保勝矢

福岡県北九州市門司区
新門司北2丁目7-16

本社営業所
福岡県北九州市
門司区新門司北2
丁目7-16

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和4年5月20日、監査実施。2件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下｢安全規
則｣）第3条第4項)、(2)乗務時間等の基準なお書き違反(安全規則第3条
第4項)

13 13

乗合バス 2022 8 30
川崎市（法人番号：
7000020141305）代表
者中上一夫

神奈川県川崎市川崎区
宮本町1

塩浜
神奈川県川崎市
川崎区塩浜2-2-1

輸送施設の使用停止
（30日車）

道路運送法第13条
令和4年1月28日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。1件
の違反が認められた。(1)運送引受義務違反(道路運送法第13条)

3 3

貸切バス 2022 8 30

Ｂ．Ｉ．Ｇ株式会社（法
人番号
8013101001726）代表
者萩原正規

東京都葛飾区東水元2-
34-16

本社営業所
東京都葛飾区東
水元2-34-16-202

輸送施設の使用停止
（140日車）

道路運送法第9条の2
第1項

令和3年10月21日及び令和3年11月9日、定期的な監査を実施。3件の違
反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2第
1項)､(2)定期点検整備等の未実施(旅客自動車運送事業運輸規則第45
条)､(3)無車検運行(道路運送車両法第58条第1項)

14 14

貸切バス 2022 8 30
株式会社富美橋（法人番
号9060001010538）代
表者三品茂安

栃木県鹿沼市富岡460-1 本社営業所
栃木県日光市板
橋3288-3

文書警告（処分日車
数20日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第5
項

令和4年5月27日及び令和4年6月29日、定期的な監査を実施。2件の違
反が認められた。(1)疾病のおそれのある乗務(旅客自動車運送事業運輸
規則(以下｢運輸規則｣)第21条第5項)､(2)運転者に対する指導監督義務違
反(運輸規則第38条第1項)

2 2

貸切バス 2022 8 30
空知交通株式会社（法人
番号６４３０００１０４
８４１１)代表者林秀樹

北海道芦別市北１条西
１丁目２番地

本社営業所
北海道芦別市北
６条西１丁目６
番地４

処分日車数２０日車
のため、一般貸切旅
客自動車運送事業者
に対する行政処分等
の基準３．（６）に
より文書警告

道道路運送法（以下
「法」）第２７条第
３項、法第９４条第
１項

令和４年６月２１日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を
端緒として監査を実施。３件の違反が認められた。（１）運送引受書
の記載事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規
則」）第７条の２第１項）、（２）申込者に対して支払う手数料等の
額を記載した書類の保存義務違反（運輸規則第７条の２第３項）、
（３）報告義務違反（道路運送法第９４条第１項）

2 2

貨物 2022 8 31
有限会社ヒロ建設(法人
番号9360002016801)代
表者與那嶺修

沖縄県中頭郡中城村字
屋宜271番地

（有）ヒロ
建設営業所

沖縄県中頭郡中
城村字屋宜271番
地

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和4年8月9日、適正化実施機関が行った巡回指導の評価結果を勘案し
監査実施。3件の違反が認められた。(1)疾病、疲労等のおそれのある乗
務（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第6
項）、(2)運転者台帳の未作成（安全規則第9条の5項第1項）、(3)初任
運転者に対する指導義務違反（安全規則第10条第2項）

0 0

タクシー 2022 8 31

糸満タクシー株式会社
(法人番号
7360003002273)代表者
玉城恵一

沖縄県糸満市字兼城482
番地

本社営業所
沖縄県糸満市字
兼城482番地

輸送施設の使用停止
道路運送法第27条第
3項

令和4年6月27日、沖縄県公安員会から通知のあった道路交通法令違反
を端緒として監査実施。7件の違反が認められた。(1)疾病、疲労等の恐
れのある乗務（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第
21条第5項）、(2)運転者に対する指導監督義務違反（運輸規則第38条
第1項）、(3)高齢運転者に対する指導義務違反（運輸規則第38条第2
項）、(4)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第38条
第2項）、(5)整備管理者の研修受講義務違反（運輸規則第46条）、(6)
運行管理者の講習受講義務違反（運輸規則第48条の4第1項）、(7)自動
車事故報告規則に規定する事故の届出違反（道路運送法第29条）

10 10

貨物 2022 9 1
有限会社小針運送（法人
番号3380002017786）
代表者小針幸蔵

福島県西白河郡矢吹町
沢尻101番地1

本社営業所
福島県西白河郡
矢吹町沢尻101番
地1

輸送施設の使用停止
（30日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第4項

令和4年1月28日及び2月25日、監査方針を端緒として監査を実施した結
果、8件の違反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第3条第4項）、（2）
疾病･疲労等のおそれのある乗務（安全規則第3条第6項）、（3）点呼
の実施義務違反（安全規則第7条第1項、第2項、第3項）、（4）点呼の
記録義務違反（安全規則第7条第5項）、（5）乗務等の記録義務違反
（安全規則第8条）、（6）運転者に対する指導監督義務違反（安全規
則第10条第1項）、（7）高齢運転者に対する指導監督義務違反（安全
規則第10条第2項）、（8）高齢運転者に対する適性診断受診義務違反
（安全規則第10条第2項）

3 3



貨物 2022 9 1
有限会社北崎商店（法人
番号4120102001384）
代表者北﨑貴義

大阪府堺市西区北条町1
丁32-16

（有）北﨑
商店

大阪府富田林市
大字甘南備1250
番地3

輸送施設の使用停止
（120日車）

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

令和3年12月1日及び同年12月22日、関係機関からの情報を端緒に監査
を実施。10件の違反が認められた。（1）事業計画変更認可違反【営業
所の位置（運輸局長が指定する区域外に限る。）の違反】（貨物自動
車運送事業法施行規則（以下「施行規則」）第2条第1項第2号）、
（2）事業計画変更認可違反【自動車車庫の位置及び収容能力違反】
（施行規則第2条第1項第4号）、（3）事業計画変更認可違反【乗務員
の休憩・睡眠施設の位置及び収容能力違反】（施行規則第2条第1項第5
号）、（4）疾病、疲労等のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸
送安全規則（以下「安全規則」）第3条第6項）、（5）点検整備違反
【定期点検整備等の未実施】（安全規則第3条の2、道路運送車両法第
48条）、（6）整備管理者の研修受講義務違反【研修未受講】（安全規
則第3条の4）、（7）点呼の実施違反【未実施】（安全規則第7条第1項
～第3項）、（8）運行記録計による記録違反【記録】（安全規則第9
条）、（9）運行管理者補助者の要件違反（安全規則第18条第3項）、
（10）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

12 12

貨物 2022 9 1
斎藤興業株式会社（法人
番号6080101011404)代
表者斎藤育男

静岡県富士宮市大中里
859-5

運輸部営業
所

静岡県富士宮市
外神東町25

事業停止(30日間)及
び文書警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の2

令和4年4月19日､関係機関からの情報を端緒として､監査を実施｡7件の
違反が認められた｡(1)点検整備記録簿等の未記載(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条の2)､(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条第1項及び第2項)､(3)乗務等の記録記載事項不備(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(4)運転者台帳の作成義務違反(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(5)運転者台帳の記載事
項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(6)運行管
理者の選任違反(運行管理者選任なし)(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第18条第1項)､(7)運行管理者の解任届出違反(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第19条)

30 30

貨物 2022 9 1
株式会社稲垣（法人番号
1180001116355)代表者
稲垣イサオ

愛知県知多郡武豊町字
堀割1番地1

本社営業所

愛知県知多郡武
豊町大字富貴字
北側32番地4ﾛｲﾔﾙ
ｼｬﾙﾑ202号

輸送施設の使用停止
(250日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和3年6月25日､関係機関からの情報を端緒として､監査を実施｡15件の
違反が認められた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法
施行規則第2条第1項第4号)､(2)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(3)健康診断未受診(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第3条第6項)､(4)点呼の実施義務違反(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)､(5)点呼の記
録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(6)点呼
の記録不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(7)乗務
等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(8)乗
務等の記録不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(9)運行
記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､
(10)運行記録計による記録不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第9条)､(11)事故の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第9条の2)､(12)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第9条の3第1項)､(13)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(14)特定の運転者に対する運転
適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(15)社
会保険等未加入(貨物自動車運送事業法第24条の4)

25 25

タクシー 2022 9 1

森町タクシー合資会社
（法人番号
4080403002680)代表者
鈴木邦彦

静岡県周智郡森町森910 本社営業所
静岡県周智郡森
町森910

事業停止(30日間)及
び文書警告

道路運送法第23条第
1項

令和4年6月8日、監査方針に基づき、監査を実施。4件の違反が認めら
れた。(1)運行管理者の選任なし(道路運送法第23条第1項)､(2)運行管理
者の選任解任届出違反(道路運送法第23条第3項)､(3)点呼の実施義務違
反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第1項及び第2項)、(4)運転者証
の返納等義務違反（タクシー業務適正化特別措置法第16条第1項）

30 30

乗合バス 2022 9 1

伊豆箱根バス株式会社
（法人番号
8080101005354)代表者
鬼頭研二

静岡県三島市大場300番
地

三島営業所
静岡県三島市多
呂56番地の1

輸送施設の使用停止
(50日車)

道路運送法第13条

令和4年4月22日、監査方針に基づき、監査を実施。3件の違反が認めら
れた。(1)運送引受義務違反(道路運送法第13条)､(2)事業計画に定める
業務の確保違反(道路運送法第16条第1項)､(3)運転者に対する指導監督
義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

5 5

貸切バス 2022 9 1

有限会社高府自動車（法
人番号
5100002006088）代表
者鎌倉比呂史

長野県上水内郡小川村
大字高府2848番地1

本社営業所
長野県上水内郡
小川村大字高府
2848番地1

文書警告（処分日車
数40日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

道路運送法第27条第
3項

令和4年1月17日、監査実施。1件の違反が認められた。（1）運転者に
対する指導監督違反（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

4 4

貸切バス 2022 9 1
合資会社ホテル浮羽(法
人番号1320003001202)
代表者高瀬邦寛

大分県日田市天瀬町赤
岩3番地の5

本社営業所
大分県日田市天
瀬町赤岩3番地の
5

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年8月4日、監査実施。2件の違反が認められた。(1)整備管理者の
研修受講義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規
則」）第46条）、(2)運行管理補助者の選任（解任）未届出違反（運輸
規則第68条）

1 1

タクシー 2022 9 2

シージェ交通株式会社
（法人番号
6010601053497）代表
者川手莉瑶

東京都江戸川区中葛西
1-12-5

本社
東京都江戸川区
中葛西1-12-5

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第36条第2
項

令和4年6月9日、新規許可を受けたことを端緒として監査を実施。2件
の違反が認められた。(1)新任運転者に対する指導監督義務違反(旅客自
動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第36条第2項)､(2)運転者に対す
る指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)

0 0

貨物 2022 9 5
株式会社翔神通商（法人
番号7122001017203）
代表者神田依弘也

大阪府大東市御供田3丁
目1-14

本社
大阪府大東市御
供田3丁目1-14

輸送施設の使用停止
（50日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和4年1月20日、労働局からの通報を端緒に監査を実施。7件の違反が
認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤
務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）疾病、疲労等の
おそれのある乗務（安全規則第3条第6項）、（3）点呼の実施違反【未
実施】（安全規則第7条第1項～第3項）、（4）点呼の記録違反【記載
事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、（5）乗務等の記録違反【記
載事項等の不備】（安全規則第8条）、（6）運行記録計による記録違
反【記録】（安全規則第9条）、（7）運行指示書【作成、指示又は携
行の義務違反】(安全規則第9条の3第1項～第3項)

5 5

貸切バス 2022 9 5
株式会社平成バス（法人
番号6470001010623）
代表者村上永

香川県観音寺市大野原
町大字花稲433番地25号

本社営業所
香川県観音寺市
大野原町大野原
5788-1

輸送施設の使用停止
（60日車）

道路運送法第9条の2
第1項

令和4年8月5日に利用者等からの苦情等を端緒として監査を実施したと
ころ、1件の違反が確認された。(1)届出運賃によらない運賃を収受して
いたこと(道路運送法第9条の2第1項）

7 7

貨物 2022 9 6
有限会社川田運輸（法人
番号1030002082487）
代表者：川田隆之

埼玉県鴻巣市人形３－
２－９３

本社
埼玉県鴻巣市人
形３－２－９３

輸送施設の使用停止
（100日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和4年1
月26日、監査を実施。8件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の
遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、(2)疾病の
おそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、
(3)点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、
(4)運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第9条）、(5)運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第1項）、(6)初任運転者に対する指導監督違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、(7)初任運転者に対する適
性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項）、(8)事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1
項）

10 10



貨物 2022 9 6
株式会社中島運送（法人
番号5010901008755）
代表者：小宮利保

東京都世田谷区上用賀
３－１－１９

川崎
神奈川県川崎市
川崎区東扇島２
３－４

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

労働局からの通報を端緒として、令和4年4月19日、監査を実施。10件
の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第3条第4項）、(2)疾病のおそれのある乗務（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、(3)点呼の実施義務違反等
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(4)乗務等記録の記載事項
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条）、(5)運行記録計による
記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、(6)運転者に
対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1
項）、(7)初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第10条第2項）、(8)整備管理者の選任（変更）届出
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第
52条）、(9)整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条の4）、(10)運行管理者の解任届出違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第19条）

4 4

貨物 2022 9 6

ＫＢＬＩＮＥ株式会社
（法人番号
6010001020354）代表
者：小比賀広紀

栃木県小山市大字延島
２３７０－１７

栃木
栃木県小山市大
字延島２３７０
－１７

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年3月2日、監査を
実施。3件の違反が認められた。(1)疾病のおそれのある乗務（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、(2)運転者に対する指導監督違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、(3)初任運転者
に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項）

4 4

貨物 2022 9 6

株式会社ライズトランス
ポート（法人番号
2070002005690）代表
者：相原佳寛

群馬県前橋市総社町１
－７－４

本社
群馬県前橋市総
社町１－７－４

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和3年12月9日、監査
を実施。3件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、(2)点呼の実施義務違反等
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(3)運転者に対する指導監
督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

2 2

タクシー 2022 9 6

郡上タクシー株式会社
（法人番号
1200001026361)代表者
平岩憲政

岐阜県郡上市八幡町初
納６９番地７

本社営業所
岐阜県郡上市八
幡町初納６９番
地７

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第37条第1
項

令和4年8月1日、監査方針に基づき、監査を実施。4件の違反が認めら
れた。(1)乗務員台帳の作成、備付義務違反(旅客自動車運送事業運輸規
則第37条第1項)､(2)乗務員台帳の記載事項等不備(旅客自動車運送事業
運輸規則第37条第1項)､(3)特定の運転者に対する指導義務違反(旅客自
動車運送事業運輸規則第38条第2項)、(4）特定の運転者に対する運転
適性診断未受診（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項）

0 0

乗合バス 2022 9 6

小田急バス株式会社（法
人番号
1012401021275）代表
者早川弘之

東京都調布市仙川町2-
19-5

武蔵境
東京都武蔵野市
境南町5-1-18

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第1
項

令和4年5月31日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。2件
の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送事
業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第21条第1項)､(2)運転者に対する指導監督
義務違反(運輸規則第38条第1項)

0 0

貸切バス 2022 9 6

株式会社ＣＯＲＤ（法人
番号：
1010401149896）代表
者有川憲一

東京都足立区扇3-13-
16-1F

本社営業所
東京都足立区扇
3-13-16-1F

処分日車数30日車の
ため、一般貸切旅客
自動車運送事業者に
対する行政処分等の
基準3.(6)により文書
警告

旅客自動車運送事業
運輸規則第26条第1
項

令和4年6月6日、新規許可を受けたことを端緒に監査を実施。2件の違
反が認められた。(1)乗務等の記録の記録事項の不備(旅客自動車運送事
業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第25条第2項)､(2)運行記録計による記録義
務違反(運輸規則第26条第1項)

3 3

貸切バス 2022 9 6

株式会社バス窓ＴＯＫＹ
Ｏ（法人番号：
5080101003542）代表
者德久浩

東京都町田市相原町
2807-1エーエスビル
101

本社営業所
東京都町田市相
原町2807-1エー
エスビル101

処分日車数10日車の
ため、一般貸切旅客
自動車運送事業者に
対する行政処分等の
基準3.(6)により文書
警告

旅客自動車運送事業
運輸規則第46条

令和4年6月14日、定期的な監査を実施。2件の違反が認められた。(1)
点呼の記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第
24条第5項)､(2)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条)

1 1

貨物 2022 9 7

大松運輸株式会社（法人
番号８４６０００１００
１０２７)代表者松井利
喜

北海道釧路市大楽毛北
１－９－３

本社営業所
北海道釧路市大
楽毛北１－９－
３

文書警告
貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

令和４年７月２７日、公安委員会からの通報等を端緒として監査を実
施。３件の違反が認められた。（１）点呼の記録事項義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７条第５項）、
（２）事故の記録事項義務違反（安全規則第９条の２）、（３）運転
者台帳の記載事項義務違反（安全規則第９条の５第１項）

0 0

貨物 2022 9 7
有限会社協伸輸送（法人
番号4040002072955）
代表者：根本裕史

千葉県市原市青柳１２
２２－１

本社
千葉県市原市青
柳１２２２－１

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

救護義務違反を伴う死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端
緒として、令和4年7月5日、監査を実施。2件の違反が認められた。(1)
疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6
項）、(2)運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第1項）

0 0

貨物 2022 9 7
有限会社馬場運輸（法人
番号1040002061390）
代表者：馬場啓之

千葉県佐倉市下志津原
１５４

本社
千葉県八千代市
上高野１９７６
－８

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第1～3項

救護義務違反があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和4
年8月3日及び同年8月4日、監査を実施。3件の違反が認められた。(1)
点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項～3
項）、(2)運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第1項）、(3)運行管理補助者の要件違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第18条第3項）

0 0

貨物 2022 9 7
丸常運送株式会社（法人
番号9120001090078）
代表者竹谷徳一

大阪府大阪市中央区瓦
屋町1-11-17

東大阪
大阪府東大阪市
長田東3-2-39

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第9条第3項前段

令和4年1月25日及び同年3月3日、死亡事故を引き起こしたことを端緒
に監査を実施。5件の違反が認められた。（1）事業計画変更事前届出
違反【各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数違反】（貨物
自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1号）、（2）点呼の実施違反
【未実施】（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）
第7条第1項～第3項）、（3）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車
の運転者に対して行う指導及び監督の指針」（以下「指導監督告
示」）による運転者に対する指導及び監督違反【一部不適切】（安全
規則第10条第1項）、（4）指導監督告示による運転者に対する特別な
指導及び運転適性診断受診義務違反【運転適性診断の受診状況】（安
全規則第10条第2項）、（5）運行管理者補助者の要件違反（安全規則
第18条第3項）

1 1

貨物 2022 9 7
株式会社ヤマネ（法人番
号8130001002132）代
表者山根拓也

京都府京都市西京区桂
清水町116番地

本社
京都府京都市南
区吉祥院池ノ内
町10-1

輸送施設の使用停止
（140日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第2
号

令和3年10月22日、同年11月26日及び令和4年3月30日、関係機関から
の情報を端緒に監査を実施。7件の違反が認められた。（1）点検整備
違反【定期点検整備等の未実施】（貨物自動車運送事業輸送安全規則
（以下「安全規則」）第3条の2、道路運送車両法第48条）、（2）点呼
の実施違反【未実施】（安全規則第7条第1項～第3項）、（3）点呼の
記録違反【記録】（安全規則第7条第5項）、（4）乗務等の記録違反
【記載事項等の不備】（安全規則第8条）、（5）「貨物自動車運送事
業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」（以
下「指導監督告示」）による運転者に対する指導及び監督違反【大部
分不適切】（安全規則第10条第1項）、（6）指導監督告示による運転
者に対する特別な指導及び運転適性診断受診義務違反【運転適性診断
の受診状況】（安全規則第10条第2項）、（7）健康保険法、厚生年金
保険法、労働者災害補償保険法及び雇用保険法に基づく社会保険等加
入義務者が社会保険等に未加入（貨物自動車運送事業法施行規則第14
条第2号）

14 14



貨物 2022 9 7
株式会社隆盛（法人番号
2140001033479）代表
者山田真由美

兵庫県神戸市兵庫区兵
庫町2丁目2番17号

本社
兵庫県神戸市兵
庫区兵庫町2丁目
2番17号

警告
貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和4年7月5日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。4件
の違反が認められた。（1）疾病、疲労等のおそれのある乗務（貨物自
動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第6項）、（2）
点呼の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、（3）
運行記録計による記録違反【記録】（安全規則第9条）、（4）「貨物
自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督
の指針」による運転者に対する指導及び監督違反【一部不適切】（安
全規則第10条第1項）

0 0

タクシー 2022 9 7

木の子交通株式会社（法
人番号
4040001103645）代表
者高野慧翼

千葉県成田市はなのき
台2-24-18

羽田
東京都大田区羽
田5-3-1ｽｶｲﾌﾟﾗｻﾞ
ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ1階

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第36条第2
項

令和4年6月13日及び令和4年6月29日、区域拡大を行ったことを端緒と
して監査を実施。2件の違反が認められた。(1)新任運転者に対する指導
監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第36条第2項)､(2)報告義務
違反(道路運送法第94条第1項)

0 0

貸切バス 2022 9 7

大阪卑弥呼観光株式会社
(法人番号
7120101052608)代表者
山下正志

大阪府南河内郡河南町
大字一須賀769番地の4

本社営業所
大阪府南河内郡
河南町大字一須
賀769-4

警告(処分日車数10日
車のため、一般貸切
旅客自動車運送事業
者に対する行政処分
等の基準3．(6)によ
る)

道路運送法第27条第
3項

令和4年7月27日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。点呼の記録義務違反【記載事項の不備】(旅客自動車運
送事業運輸規則第24条第5項)

6 1

貨物 2022 9 8
株式会社上組（法人番号
6140001006951）代表
者深井義博

兵庫県神戸市中央区浜
辺通4-1-11

福岡支店
福岡県福岡市中
央区那の津3-2-
10

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第1項第2
号

令和4年8月30日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)定期点検整
備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車
両法第48条)

0 0

タクシー 2022 9 8

株式会社福岡ハイヤー
サービス（法人番号
5290001073210）代表
者稲員英一郎

福岡県福岡市東区二又
瀬新町11-30

本社営業所
福岡県福岡市東
区二又瀬新町11-
30

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年6月14日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)事故の記録
事項不備違反(旅客自動車運送事業運輸規則第26条の2）

0 0

貨物 2022 9 9

株式会社三起サービス
（法人番号
7180301005624)代表者
市川栄久

愛知県豊橋市天伯町字
竜ヶ丘98番地3

本社営業所
愛知県豊橋市若
松町字若松806

輸送施設の使用停止
(90日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和3年12月14日､監査方針に基づき､監査を実施｡8件の違反が認められ
た｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第4項)､(2)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
3条第6項)､(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
7条第1項及び第2項)､(4)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第5項)､(5)運転者台帳の作成義務違反(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(6)運転者台帳の記載事項等不備
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(7)特定の運転者に
対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､
(8)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第2項)

9 9

貨物 2022 9 9
株式会社睦運送（法人番
号2180301007360)代表
者原田豊

愛知県豊橋市明海町2-
57

岡崎営業所
愛知県岡崎市北
野町字郷裏10-2

輸送施設の使用停止
(20日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和4年4月22日､監査方針に基づき､監査を実施｡5件の違反が認められ
た｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第
1項第4号)､(2)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条の4)､(3)点呼の実施不適切(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)､(4)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)乗務等の記録記載事項不備(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第8条)

2 2

貨物 2022 9 9

有限会社シンコウ運輸
（法人番号
8180002069224)代表者
宮川信幸

愛知県小牧市川西2-60 本社営業所
愛知県小牧市川
西2丁目69番地

輸送施設の使用停止
(20日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和3年12月15日､監査方針に基づき､監査を実施｡6件の違反が認められ
た｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第4項)､(2)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
3条第6項)､(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
7条第1項及び第2項)､(4)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第5項)､(5)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第9条の3第1項)､(6)運転者台帳の記載事項等不備
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)

2 2

貨物 2022 9 9
新大和興運株式会社（法
人番号7180001092211)
代表者岩川佳代

愛知県知多郡武豊町字
平井5丁目172番地

本社営業所
愛知県知多郡武
豊町字平井5丁目
172番地

輸送施設の使用停止
(195日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和3年11月2日､死亡事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡17件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)健康診断未受診(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第3条第6項)､(3)定期点検未実施(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第3条の2)､(4)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条の4)､(5)点呼の実施義務違反(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)､(6)点呼の
記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(7)乗
務等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(8)
運行記録計による記録保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第9条)､(9)事故の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条
の2)､(10)運行指示書の記録記載事項等の不備(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第9条の3第1項)､(11)運転者台帳の作成義務違反(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(12)運転者台帳の記載事項等不備
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(13)運転者に対する
指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(14)
特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第10条第2項)､(15)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(16)一般講習受講義務違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)､(17)事業実績報告書未提出
(貨物自動車運送事業法第60条第1項)

20 20

貨物 2022 9 9

有限会社エクストリーム
（法人番号
3180002051698)代表者
加藤博

愛知県北名古屋市高田
寺東の川28-1

飛島営業所
愛知県海部郡飛
島村竹之郷2丁目
56番地

輸送施設の使用停止
(30日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和3年12月10日及び令和4年1月28日､重傷事故を引き起こしたことを
端緒として､監査を実施｡9件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告
示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)健康診
断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)､(3)定期点検未
実施(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)､(4)点呼の記録義務違
反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)点呼の記録記載事
項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(6)乗務等の記録
記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(7)運転者に対
する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1
項)､(8)運転者に対する指導監督記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第1項)､(9)運転者に対する指導監督記録記載事項不備
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)

3 3

貨物 2022 9 9

有限会社チクホーロジコ
ム（法人番号
4300002009567）代表
者村田穗高

佐賀県鳥栖市姫方町
329-1

本社営業所
佐賀県鳥栖市姫
方町329-1

輸送施設の使用停止
（90日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第4項、法第60
条第1項

令和4年4月14日、監査実施。11件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下｢安全規
則｣）第3条第4項)、(2)･(3)点呼の実施等義務違反(安全規則第7条)、(4)
点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(5)点呼の記録（不実
記載）違反（安全規則第7条第5項)、(6)乗務等の記録義務違反(安全規
則第8条)、(7)運行指示書の記載事項義務違反(安全規則第9条の3第1
項)、(8)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(9)運転
者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反(安全規則第10
条第1項)、(10)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規則
第10条第1項)、(11)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第60条第1項)

9 9



貨物 2022 9 9

株式会社０９２ＴＲＡＮ
Ｓ（法人番号
5290001085032）代表
者中島観月

福岡県福岡市早良区田
村四丁目18番23号

本社営業所
福岡県福岡市早
良区重留4丁目3
番45号

輸送施設の使用停止
（50日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第4項

令和4年4月14日、監査実施。15件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下｢安全規
則｣）第3条第4項)、(2)乗務時間等の基準なお書き違反(安全規則第3条
第4項)、(3)疾病、疲労等のおそれのある乗務(安全規則第3条第6項)、
(4)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(5)点呼の記録義務違反(安全
規則第7条第5項)、(6)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、
(7)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(8)運行記録計による
記録義務違反(安全規則第9条)、(9)運行指示書の記載事項義務違反(安
全規則第9条の3第1項)、(10)運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条
の5第1項)、(11)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1
項)、(12)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(13)運
転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反(安全規則第
10条第1項)、(14)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規
則第10条第1項)、(15)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条
第1項)

5 5

タクシー 2022 9 9

三晃タクシー株式会社
（法人番号
1180001023592)代表者
佐藤浩一

愛知県名古屋市天白区
中砂町336番地

本社営業所
愛知県名古屋市
天白区中砂町336
番地

輸送施設の使用停止
(21日車)及び文書警
告

旅客自動車運送事業
運輸規則第24条第1
項及び第2項

令和4年5月17日及び令和4年5月26日、監査方針に基づき、監査を実
施。7件の違反が認められた。(1)点呼の実施義務違反(旅客自動車運送
事業運輸規則第24条第1項及び第2項)､(2)点呼の記録記載事項不備(旅客
自動車運送事業運輸規則第24条第5項)､(3)特定の運転者に対する指導義
務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)､(4)特定の運転者に
対する運転適性診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2
項)､(5)整備管理者の研修受講義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第
46条)､(6)補助者の要件違反(旅客自動車運送事業運輸規則第47条の9第
3項)､（7）運転者証の返納等義務違反（タクシー業務適正化特別措置
法第16条第2項）

3 3

貨物 2022 9 12
柏原物流株式会社(法人
番号9250001003118)代
表者柏原巧

山口県宇部市大字妻崎
開作1360-15

山口営業所
山口県山口市阿
知須字若山9013

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和4年6月29日及び同年8月26日、酒気帯び運転を端緒として監査を実
施。6件の違反が認められた。(1)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第7条第5項)、(2)点呼の記録事項
義務違反(安全規則第7条第5項)、(3)運転者台帳の記載事項義務違反(安
全規則第9条の5第1項)、(4)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則
第10条第1項)、(5)運転者に対する指導監督の記録義務違反(安全規則第
10条第1項)、(6)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規則
第10条第1項)

0 0

貨物 2022 9 13
大親港運株式会社（法人
番号4380001014924）
代表者大村克宏

福島県いわき市小名浜
玉川町西20番地の7

本社営業所
福島県いわき市
小名浜島字入海
50番地

輸送施設の使用停止
（20日車）

法第17条第1項第1
号、法第17条第4項

令和3年10月22日及び11月15日、監査方針を端緒として監査を実施し
た結果、2件の違反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反
（安全規則第3条第4項）、（2）運転者に対する指導監督義務違反（安
全規則第10条第1項）

2 2

貨物 2022 9 13

有限会社丸たけ商運（法
人番号
9380002021493）代表
者中瓶子一

福島県石川郡古殿町鎌
田字発木内8番地

本社営業所
福島県石川郡古
殿町鎌田字発木
内8-2

輸送施設の使用停止
（30日車）及び文書
警告

法第9条第1項、法第
17条第1項第1号、
法第17条第4項、法
第60条第1項

令和4年2月18日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、7件の違
反が認められた｡（1）自動車車庫の位置及び収容能力違反（貨物自動
車運送事業法施行規則（以下｢規則｣）第2条1項第4号）、（2）乗務時
間等の基準の遵守違反（安全規則第3条第4項）、（3）点呼の実施義務
違反（安全規則第7条第1項、第2項、第3項）、（4）点呼の記録義務違
反（安全規則第7条第5項）、（5）乗務等の記録義務違反（安全規則第
8条）、（6）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1
項）、（7）報告義務違反（事業法第60条第1項）

3 3

貨物 2022 9 13

東ヶ峰運輸株式会社（法
人番号
9050001001769）代表
者：五来一

茨城県水戸市大塚町１
３９５－３

水戸（旧：
本社）

茨城県水戸市大
塚町２２２１－
１

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和4年8
月2日、監査を実施。2件の違反が認められた。(1)疾病のおそれのある
乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、(2)運転者に対
する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2022 9 13

株式会社ティーズライン
（法人番号
8030001102702）代表
者：清水徹

埼玉県さいたま市岩槻
区東岩槻４－１－９Ｙ
Ｓビル３階

本社
埼玉県さいたま
市岩槻区大字鹿
室７３５－１

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和4年6
月10日、監査を実施。2件の違反が認められた。(1)疾病のおそれのあ
る乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、(2)運転者に
対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1
項）

0 0

タクシー 2022 9 13

スタジアム交通株式会社
（法人番号
8020001034260）代表
者尾島光夫

神奈川県横浜市港北区
新横浜2-17-24

十日市場
神奈川県横浜市
緑区十日市場町
828-2他

輸送施設の使用停止
（20日車）

特定地域及び準特定
地域における一般乗
用旅客自動車運送事
業の適正化及び活性
化に関する特別措置
法第16条の4第1項

令和3年7月26日及び令和3年8月18日、法令違反の疑いがある旨の情報
を端緒として監査を実施。6件の違反が認められた。(1)健康状態の把握
義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第21条第5項)､
(2)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)､(3)乗務記録の記録
事項の不備(運輸規則第25条)､(4)運転者に対する指導監督義務違反(運
輸規則第38条第1項)､(5)運転者証の返納等義務違反(ﾀｸｼｰ業務適正化特
別措置法第16条第1項､第2項)､(6)運賃届出､運賃変更届出違反(特定地域
及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活
性化に関する特別措置法第16条の4第1項)

2 2

タクシー 2022 9 13 相原秀雄 東京都練馬区 個人 東京都練馬区
輸送施設の使用停止
（120日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第24条第4
項

令和4年1月13日及び令和4年1月24日、法令違反の疑いがある旨の情報
を端緒として監査を実施。11件の違反が認められた。(1)事業計画の変
更認可違反(道路運送法(以下､運送法)第15条第1項)､(2)軽微事項に係る
事業計画の事後変更届出違反(運送法第15条第4項)､(3)損害賠償責任保
険(共済)締結義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第
19条の2)､(4)健康状態の把握義務違反(運輸規則第21条第5項)､(5)ｱﾙｺｰﾙ
検知器備え義務違反(運輸規則第24条第4項)､(6)乗務記録の記録事項の
不備(運輸規則第25条)､(7)乗務等の記録義務違反(運輸規則第25条)､(8)
地図の備え付け義務違反(運輸規則第29条)､(9)日常点検の未実施(道路
運送車両法(以下､車両法)第47条の2)､(10)定期点検整備等の未実施(車
両法第48条)､(11)報告義務違反(運送法第94条第1項)

12 12

貸切バス 2022 9 13

水元観光バス株式会社
（法人番号
3011801034521)代表者
中村広一

東京都葛飾区東水元5-
24-4-201

本社営業所
東京都葛飾区東
水元2-11-5

文書警告
道路運送法第38条第
1項

令和4年5月25日、定期的な監査を実施。2件の違反が認められた。(1)
事業の休廃止の未届出(道路運送法第38条第1項)､(2)法人の役員の変更
届出義務違反(道路運送法施行規則第66条第1項第8号)

4 0

貸切バス 2022 9 13
株式会社高礼自動車（法
人番号5020001077923)
代表者石井敏文

神奈川県川崎市高津区
北見方2-1-1

本社営業所
神奈川県川崎市
高津区北見方2-
1-1

文書警告（処分日車
数10日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第46条

令和4年8月5日、定期的な監査を実施。1件の違反が認められた。(1)整
備管理者の研修受講義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第46条)

1 1

貨物 2022 9 14
株式会社丸坂運輸（法人
番号5130001018874）
代表者大坂一男

京都府京都市下京区中
堂寺南町105

本社
京都府京都市下
京区中堂寺南町
105番地

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

令和4年4月27日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。1件の違
反が認められた。（1）過積載運送の引受け、指示等【過積載による運
送の引受け】（貨物自動車運送事業法第17条第3項）

3 3



貨物 2022 9 14
株式会社古川運輸（法人
番号8160001008911）
代表者古川久幸

滋賀県彦根市大堀町
437-3

本社
滋賀県彦根市大
堀町字五反地
437-3

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和4年3月2日、死亡事故を引き起こしたことを端緒に監査を実施。5
件の違反が認められた。（1）点呼の実施違反【未実施】（貨物自動車
運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第7条第1項～第3項）、
（2）点呼の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、
（3）乗務等の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第8条）、
（4）運転者台帳【記載事項等の不備】（安全規則第9条の5第1項）、
（5）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指
導及び監督の指針」による運転者に対する指導及び監督違反【大部分
不適切】（安全規則第10条第1項）

1 1

貨物 2022 9 14
長福運送株式会社（法人
番号7120101033814）
代表者大北和繁

大阪府河内長野市寿町
6-32

千早
大阪府南河内郡
千早赤阪村大字
水分410番地10

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項1号

令和4年2月2日及び同年2月21日、労働局からの通報を端緒に監査を実
施。4件の違反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自
動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、
（2）点呼の実施違反【未実施】（安全規則第7条第1項～第3項）、
（3）点呼の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、
（4）運行管理者補助者の要件違反（安全規則第18条第3項）

2 2

貨物 2022 9 14

株式会社アイチ・
ジェー・ブイ（法人番号
7180001047685)代表者
加藤安男

愛知県名古屋市中川区
愛知町4-25

本社営業所
愛知県名古屋市
中川区長良町5丁
目94番地

輸送施設の使用停止
(20日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和3年11月16日､監査方針に基づき､監査を実施｡6件の違反が認められ
た｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第4項)､(2)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
3条第6項)､(3)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条第5項)､(4)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第1項)､(5)運転者に対する指導監督記録記載事項
不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(6)特定の運転者
に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条
第2項)

2 2

貨物 2022 9 14
ロジコン株式会社（法人
番号8300001010836）
代表者梅崎廣信

佐賀県伊万里市大坪町
乙４４０番地

本社営業所
佐賀県伊万里市
大坪町字二本杉
乙４４０４番

輸送施設の使用停止
（180日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第8
条第1項、法第17条
第1項第1号、法第
17条第4項、法第24
条の4第1項

令和3年8月18日、監査実施。12件の違反が認められた。(1)事業計画
(自動車車庫)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法第8
条第1項)、(2)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安
全規則（以下｢安全規則｣）第3条第4項)、(3)点呼の実施義務違反(安全
規則第7条)、(4)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(5)乗務等
の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(6)運行記録計による記録義務違
反(安全規則第9条)、(7)運行指示書に係る（作成、指示、携行）義務違
反(安全規則第9条の3第1項)、(8)運行指示書の記載事項義務違反(安全
規則第9条の3第1項)、(9)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9
条の5第1項)、(10)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1
項)、(11)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条
第1項)、(12)損害賠償責任保険（共済）締結義務違反（貨物自動車運送
事業法施行規則第14条第3号）

18 18

貸切バス 2022 9 14

富山グリーン観光株式会
社（法人番号
1230001015989）代表
者平野政隆

富山県富山市上栄340番
地1

本社営業所
富山県富山市上
栄340番地1

文書警告（処分日車
数40日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

道路運送法第27条第
3項

令和4年7月12日、監査実施。2件の違反が認められた。（1）運転者に
対する指導監督違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下、「運輸規
則」）第38条第1項）（2）運転者に対する指導監督の記録義務違反
（運輸規則第38条第1項）

10 4

貸切バス 2022 9 14
合同会社STRAND（法
人番号9360003010134)
代表者猶崎政貴

沖縄県宜野湾市字宇地
泊716-2F

本社営業所
沖縄県宜野湾市
字宇地泊716-2F

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年7月26日、新規許可を端緒として監査実施。1件の違反が認めら
れた。(1)整備管理者の研修受講義務違反（旅客自動車運送事業運輸規
則第46条）

1 1

貨物 2022 9 15

タカラ運輸有限会社（法
人番号
7150002001009）代表
者池浦雄二

奈良県奈良市北之庄西
町2丁目7番13号

本社
奈良県奈良市北
之庄西町2丁目7
‐14

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第2
号

令和3年12月14日及び同年12月16日、関係機関からの情報を端緒に監
査を実施。5件の違反が認められた。（1）点検整備違反【定期点検整
備等の未実施】（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条の2、道路運送車両法第48条）、（2）点呼の実施違反【未
実施】（安全規則第7条第1項～第3項）、（3）点呼の記録違反【記載
事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、（4）「貨物自動車運送事業
者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」（以下
「指導監督告示」）による運転者に対する指導及び監督違反【大部分
不適切】（安全規則第10条第1項）、（5）指導監督告示による運転者
に対する指導及び監督に係る記録の作成・保存【記録】（安全規則第
10条第1項）

3 3

貨物 2022 9 15
日鋼運送株式会社（法人
番号1120101037341）
代表者井上昌直

大阪府岸和田市田治米
町148-3

本社
大阪府岸和田市
田治米町148番地
3

輸送施設の使用停止
（110日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項1号

令和4年2月17日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。9件の違反
が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の
勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）疾病、疲労等
のおそれのある乗務（安全規則第3条第6項）、（3）整備管理者の研修
受講義務違反【研修未受講】（安全規則第3条の4）、（4）点呼の実施
違反【未実施】（安全規則第7条第1項～第3項）、（5）点呼の記録違
反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、（6）運行指示書
【作成、指示又は携行の義務違反】(安全規則第9条の3第1項～第3
項)、（7）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して
行う指導及び監督の指針」（以下「指導監督告示」）による運転者に
対する指導及び監督違反【大部分不適切】（安全規則第10条第1項）、
（8）指導監督告示による運転者に対する特別な指導及び運転適性診断
受診義務違反【運転適性診断の受診状況】（安全規則第10条第2項）、
（9）運行管理者の講習受講義務違反（安全規則第23条第1項）

11 11

貨物 2022 9 15
有限会社西川商運（法人
番号6500002012375）
代表者西川純一

愛媛県西予市宇和町井
賀上43番地

本社営業所
愛媛県西予市宇
和町井賀上43

輸送施設の使用停止
（60日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号、第2号、第4項

令和4年6月21日に第一当死亡事故を端緒として監査を実施したとこ
ろ、5件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が不適
切であり、所定の拘束時間及び連続運転並びに休日労働の限度を超
え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者が
あったこと（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）
第3条第4項）、(2)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、１
箇月の拘束時間及び休日労働の限度を超えて乗務していた者があった
こと（安全規則第3条第4項）、(3)整備管理者に対して、法令で定めら
れた研修を受講させていなかったこと（安全規則第3条の4）、(4)運転
者に対する点呼が確実になされていなかったこと（安全規則第7条第1
項、第2項、第3項）、(5)運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が
不適切であったこと（安全規則第7条第5項）

6 6

貨物 2022 9 15
吉田海運株式会社（法人
番号4310001006143）
代表者吉田康剛

長崎県佐世保市三浦町
1-34

北九州営業
所

福岡県北九州市
若松区南二島1丁
目9-3

輸送施設の使用停止
（40日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第4項

令和4年5月26日、監査実施。6件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下｢安全規
則｣）第3条第4項)、(2)乗務時間等の基準なお書き違反(安全規則第3条
第4項)、(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(4)運転者台帳の記
載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(5)特定運転者に対する特別
な指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(6)特定運転者に対する適性診
断受診義務違反(安全規則第10条第2項)

4 4



タクシー 2022 9 15
株式会社文化ﾀｸｼｰ（法人
番号4400001005433）
代表者立花徳久

岩手県花巻市双葉町6番
地2号

本社営業所
岩手県花巻市双
葉町6番地2号

輸送施設の使用停止
（10日車）及び文書
警告

法第23条第3項、法
第27条第3項

令和4年5月26日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、4件の違
反が認められた｡（1）運行管理者の選任（解任）未届出違反（道路運
送法（以下｢運送法｣）第23条第3項）、（2）点呼の記録義務違反（旅
客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第5項）、（3）
乗務員台帳の作成義務違反（運輸規則第37条第1項）、（4）運転者に
対する指導監督義務違反（運輸規則第38条第1項）

1 1

タクシー 2022 9 15
株式会社ＭＴＯ（法人番
号2012401015359）代
表者松尾大輔

東京都調布市深大寺東
町8-21-4

本社営業所
東京都三鷹市大
沢1-18-10-1F

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第36条第2
項

令和4年8月2日、新規許可を受けたことを端緒として監査を実施。1件
の違反が認められた。(1)新任運転者に対する指導監督義務違反(旅客自
動車運送事業運輸規則第36条第2項)

0 0

タクシー 2022 9 15
西南運輸株式会社（法人
番号1290801002000）
代表者藤野秀之

福岡県北九州市小倉北
区大手町8番36号

本社営業所
福岡県北九州市
小倉北区大手町8
番36号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年8月26日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対
する指導監督違反（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

タクシー 2022 9 15
日高交通株式会社（法人
番号5290801010627）
代表者日高康

福岡県北九州市八幡西
区陣原2丁目6-16

本社営業所
福岡県北九州市
八幡西区陣原2丁
目6-16

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年8月26日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対
する指導監督違反（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

タクシー 2022 9 15

八幡第一交通株式会社
（法人番号
1290802013871)代表者
大橋健二

福岡県北九州市八幡西
区紅梅1丁目8番13号

八幡南営業
所

福岡県北九州市
八幡西区茶屋の
原1-370-5

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年8月26日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対
する指導監督違反（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

1 0

乗合バス 2022 9 15

新潟交通観光バス株式会
社（法人番号
3110001002080）代表
者古田哲

新潟県新潟市中央区万
代1丁目6番地1号

潟東営業所
新潟県新潟市西
蒲区大原338番地

輸送施設の使用停止
（60日車）

道路運送法第27条第
3項

令和4年3月18日、監査実施。1件の違反が認められた。（1）無車検運
行（道路運送車両法第58条第1項）

6 6

貨物 2022 9 16
株式会社鈴商（法人番号
5120001151593）代表
者鈴木聡

大阪府寝屋川市仁和寺
本町5丁目14-25

本社
大阪府寝屋川市
仁和寺本町5丁目
14-25

警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和4年7月26日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。1件の違
反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転
者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する指導及び
監督違反【一部不適切】（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1
項）

0 0

貨物 2022 9 16

有限会社アイショウ陸運
（法人番号
2180002068504)代表者
牧野照興

愛知県小牧市大字上末
3595-1

本社営業所
愛知県小牧市大
字上末字東山
3595番地1

輸送施設の使用停止
(30日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和4年4月13日､監査方針に基づき､監査を実施｡9件の違反が認められ
た｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第4項)､(2)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
3条第6項)､(3)日常点検未実施(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条
の2)､(4)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第5項)､(5)点呼の記録保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条第5項)､(6)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第9条の3第1項)､(7)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(8)運転者に対する指導監督義務
違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(9)特定の運転者
に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条
第2項)

3 3

タクシー 2022 9 16
株式会社日昇（法人番号
4040001115896）代表
者磯田伸幸

千葉県成田市西三里塚
1-101岩沢ﾃﾅﾝﾄA棟203
号室

株式会社日
昇

千葉県成田市西
三里塚1-101岩沢
ﾃﾅﾝﾄA棟203号室

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第25条第3
項

令和4年8月23日、法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として監査を
実施。2件の違反が認められた。(1)乗務記録の記録事項の不備(旅客自
動車運送事業運輸規則第25条)､(2)報告義務違反(道路運送法第94条第1
項)

0 0

タクシー 2022 9 16

関西中央第一株式会社
(法人番号
7120001131957)代表者
高月廣海

大阪府大阪市城東区今
福南3丁目2番11号

本社
大阪府大阪市城
東区今福南3丁目
2番11号

警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(放
置駐車違反)が過去一年以内に3件に達した。｢旅客自動車運送事業者が
事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針｣による運転者
に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

タクシー 2022 9 16

近鉄タクシー株式会社
(法人番号
3120001023118)代表者
市村隆憲

大阪府大阪市天王寺区
上本町9丁目4番17号

大阪総合
大阪府大阪市天
王寺区上本町9丁
目4番17号

警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(放
置駐車違反)が過去一年以内に3件に達した。｢旅客自動車運送事業者が
事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針｣による運転者
に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

タクシー 2022 9 16
商都交通株式会社(法人
番号3120001081628)代
表者三野文男

大阪府大阪市中央区瓦
屋町3丁目4番19号

生野
大阪府大阪市生
野区巽中1丁目1
番3号

警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(放
置駐車違反)が過去一年以内に3件に達した。｢旅客自動車運送事業者が
事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針｣による運転者
に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

タクシー 2022 9 16
日本交通株式会社(法人
番号8120001049042)代
表者澤志郎

大阪府大阪市西区新町3
丁目14番13号

本社
大阪府大阪市西
区新町3丁目16番
26号

警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(放
置駐車違反)が過去一年以内に3件に達した。｢旅客自動車運送事業者が
事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針｣による運転者
に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

貨物 2022 9 20

株式会社オーレックス
（法人番号２４４０００
１００４７０６）代表者
髙西喜代司

北海道亀田郡七飯町字
藤城３７０番地９

札幌営業所
北海道札幌市白
石区北郷１条３
丁目４－１２

輸送施設の使用停止
（７０日車）

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項第１
号、法第１７条第４
項

令和４年４月２８日、労働局からの通報等を端緒として監査を実施。
２件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４
項）、（２）点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１項、第２項）

7 7

貨物 2022 9 20

村西運輸株式会社（法人
番号２４５０００１００
７３４４）代表者梅坪由
寛

北海道名寄市字徳田２
８９番地４６

本社営業所
北海道名寄市字
徳田２８９番地
４６

輸送施設の使用停止
（１０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項第１
号、法第１７条第１
項第２号、法第１７
条第４項

令和４年５月１０日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を
端緒として監査を実施。８件の違反が認められた。（１）乗務時間等
の基準の遵守義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安
全規則」）第３条第４項）、（２）定期点検整備の実施義務違反（安
全規則第３条の２）、（３）点呼の実施不適切（安全規則第７条第１
項、第２項）、（４）点呼の記録義務違反（安全規則第７条第５
項）、（５）乗務等の記録事項義務違反（安全規則第８条）、（６）
運転者台帳の作成義務違反（安全規則第９条の５第１項）、（７）運
転者台帳の記載事項義務違反（安全規則第９条の５第１項）、（８）
特定運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第１０条第２
項）

1 1

貨物 2022 9 20

株式会社ベルライン（法
人番号５４６０１０１０
０６５７２）代表者鈴木
孝幸

北海道河西郡芽室町東
６条７丁目１－１０４

本社営業所
北海道河西郡芽
室町東６条７丁
目１－１０４

輸送施設の使用停止
（１６５日車）及び
文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項第１
号、法第１７条第１
項第２号、法第１７
条第４項

令和４年５月２５日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を
端緒として監査を実施。４件の違反が認められた。（１）疾病・疲労
等のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安
全規則」）第３条第６項）、（２）定期点検整備の実施義務違反（安
全規則第３条の２）、（３）点呼の記録義務違反（安全規則第７条第
５項）、（４）運行記録計による記録の改ざん・不実記載（安全規則
第９条）

17 17



貨物 2022 9 20

大雪運輸株式会社（法人
番号３４６０１０１００
４１２４）代表者今村賢
一

北海道上川郡新得町字
新得基線６７

本社営業所
北海道上川郡新
得町字新得基線
６７

輸送施設の使用停止
（３０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項第１
号、法第１７条第１
項第２号、法第１７
条第４項、道路運送
法第９５条

令和４年５月２６日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を
端緒として監査を実施。９件の違反が認められた。（１）乗務時間等
の基準の遵守義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安
全規則」）第３条第４項）、（２）整備不良車両等運行（安全規則第
３条の２）、（３）点呼の記録事項義務違反（安全規則第７条第５
項）、（４）乗務等の記録事項義務違反（安全規則第８条）、（５）
運行記録計による記録義務違反（安全規則第９条）、（６）運転者台
帳の作成義務違反（安全規則第９条の５第１項）、（７）運転者台帳
の記載事項義務違反（安全規則第９条の５第１項）、（８）特定運転
者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第１０条第２項）、
（９）自動車に関する表示義務違反（道路運送法第９５条）

3 3

貨物 2022 9 20

株式会社Ｔ’ｓＧｒｏｕ
ｐ（法人番号９４３００
０１０６２８４７）代表
者田澤信享

北海道札幌市北区新琴
似１０条４丁目１０番
１号

本社営業所

北海道札幌市北
区新琴似１０条
４丁目１０番１
号

輸送施設の使用停止
（９０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項第１
号、法第１７条第１
項第２号、法第１７
条第４項、法第６０
条第１項

令和４年５月３１日及び令和４年６月２４日、労働局からの通報等を
端緒として監査を実施。９件の違反が認められた。（１）乗務時間等
の基準の遵守義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安
全規則」）第３条第４項）、（２）疾病・疲労等のおそれのある乗務
（安全規則第３条第６項）、（３）整備管理者の研修受講義務違反
（安全規則第３条の４）、（４）点呼の記録事項義務違反（安全規則
第７条第５項）、（５）運行指示書の作成、指示又は携行義務違反
（安全規則第９条の３第１項から３項）、（６）運転者台帳の記載事
項義務違反（安全規則第９条の５第１項）、（７）運転者に対する指
導監督義務違反（安全規則第１０条第１項）、（８）特定運転者に対
する適性診断受診義務違反（安全規則第１０条第２項）、（９）報告
義務違反（貨物自動車運送事業法第６０条第１項）

9 9

貨物 2022 9 20

株式会社ライド輸送（法
人番号４４３０００１０
７１７０４）代表者髙橋
紀男

北海道札幌市北区拓北
４条２丁目１番１６号

本社営業所
北海道札幌市北
区拓北５条３丁
目１０番２２号

文書警告
貨物自動車運送事業
法第１７条第１項第
１号

令和４年８月１０日、労働局からの通報等を端緒として監査を実施。
１件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第４項）

0 0

タクシー 2022 9 20

静鉄タクシー株式会社
（法人番号
708001002007)代表者
根来晃司

静岡県静岡市駿河区南
八幡町２５番２５号

本社営業所
静岡県静岡市駿
河区南八幡町５
５８

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第24条第5
項

令和4年8月30日、監査方針に基づき、監査を実施。3件の違反が認めら
れた。(1)点呼の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第24条
第5項)､(2)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸
規則第38条第1項)､(3)運転者に対する指導監督記録義務違反(旅客自動
車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

乗合バス 2022 9 20

網走バス株式会社（法人
番号５４６０３０１００
３０４８）代表者小澤友
基隆

北海道網走市南２条西
１丁目１５

網走営業所
北海道網走市南
２条西１丁目１
４、１５、１６

輸送施設の使用停止
（１０日車）及び文
書警告

道路運送法第２７条
第３項

令和４年７月２１日、長期未監査を端緒として監査を実施。２件の違
反が認められた。（１）運行記録計による記録義務違反（旅客自動車
運送事業運輸規則第２６条第１項）、（２）運転者に対する指導監督
の記録事項義務違反（運輸規則第３８条第１項）

1 1

貨物 2022 9 21

増山貨物自動車株式会社
（法人番号
3060001004140）代表
者：増山健生

栃木県宇都宮市清原工
業団地２１－１８

牛乳輸送
栃木県宇都宮市
平出工業団地５
－３

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年2月1日、監査を
実施。3件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、(2)高齢運転者に対する
指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、(3)
自動車に関する表示義務違反（道路運送法第95条）

1 1

タクシー 2022 9 21
文化ﾀｸｼｰ株式会社（法人
番号1420001006515）
代表者濵田幸一

青森県八戸市類家4丁目
21番8号

本社営業所
青森県八戸市類
家4丁目41番地7
号

輸送施設の使用停止
（30日車）及び文書
警告

法第27条第3項

令和3年9月17日及び11月12日、監査方針を端緒として監査を実施した
結果、5件の違反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反（運
輸規則第21条第1項）、（2）点呼の実施義務違反（運輸規則第24条第1
項、第2項）、（3）運転者に対する指導監督義務違反（運輸規則第38
条第1項）、（4）高齢運転者に対する指導義務違反（運輸規則第38条
第2項）、（5）高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則
第38条第2項）

3 3

タクシー 2022 9 21
株式会社南港マリン(法
人番号7120101024458)
代表者宝上富之

大阪府堺市堺区大浜南
町1丁6番11

本社
大阪府堺市堺区
大浜南町1丁6番
11

警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(放
置駐車違反)が過去一年以内に3件に達した。｢旅客自動車運送事業者が
事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針｣による運転者
に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

貸切バス 2022 9 21

ニュー恒容交通株式会社
（法人番号
9040001046468）代表
者錢子畏

東京都大田区中央1-11-
17

本社営業所
千葉県成田市三
里塚光ヶ丘1-353

輸送施設の使用停止
（100日車）

道路運送法第9条の2
第1項

令和3年11月10日、定期的な監査を実施。5件の違反が認められた。(1)
運賃料金変更事前届出違反(道路運送法(以下｢運送法｣)第9条の2第1項)､
(2)事業計画の変更認可違反(運送法第15条第1項)､(3)運送引受書の記載
事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第7条の2第1
項)､(4)疾病のおそれのある乗務(運輸規則第21条第5項)､(5)点呼の記録
義務違反(運輸規則第24条第5項)

10 10

貸切バス 2022 9 21
柏商事株式会社（法人番
号6040001053764）代
表者川上主介

千葉県市原市八幡海岸
通58

本社営業所
千葉県市原市八
幡海岸通58

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第7条の2第
1項

令和4年7月25日、定期的な監査を実施。5件の違反が認められた。(1)
運送引受書の記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸
規則｣)第7条の2第1項)､(2)乗務等の記録の記録事項の不備(運輸規則第
25条第2項)､(3)運行指示書の記載事項の不備(運輸規則第28条の2第1
項)､(4)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(5)定
期点検整備等の未実施(運輸規則第45条)

0 0

貸切バス 2022 9 21

さくら観光バス株式会社
（法人番号
1030001033581）代表
者天野正幸

埼玉県久喜市菖蒲町三
箇2470-1

東京営業所
東京都足立区舎
人1-21-15

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第7条の2第
1項

令和4年6月1日及び令和4年6月15日、定期的な監査を実施。3件の違反
が認められた。(1)運送引受書の記載事項の不備(旅客自動車運送事業運
輸規則(以下｢運輸規則｣)第7条の2第1項)､(2)点呼の記録義務違反(運輸
規則第24条第5項)､(3)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38
条第1項)

0 0

貨物 2022 9 22
株式会社カネックス（法
人番号5180001027961)
代表者金岡秀介

愛知県名古屋市緑区鳴
海町字上の山89-8

本社営業所
愛知県弥富市東
末広7丁目27-2

輸送施設の使用停止
(10日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の4

令和4年3月10日､重傷事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡3件の違反が認められた｡(1)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条の4)､(2)運転者に対する指導監督義務
違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(3)事業実績報告
書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項)

1 1

タクシー 2022 9 22

株式会社テイカインター
ナショナル（法人番号
8011801019666）代表
者並木勝美

東京都葛飾区新小岩3-
9-7

新小岩
東京都葛飾区新
小岩3-9-7

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第24条

令和4年6月16日及び令和4年6月27日、新規許可を受けたことを端緒と
して監査を実施。2件の違反が認められた。(1)点呼の実施等義務違反
(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第24条)､(2)運転者に対
する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)

0 0

貨物 2022 9 26
有限会社大八物流（法人
番号9050002025750）
代表者：今松義美

茨城県古河市尾崎２８
４２－１２

本社
茨城県古河市尾
崎２８４２－１
２

事業停止（30日
間）、輸送施設の使
用停止（110日車）、
輸送の安全確保命令

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和3年8月12日及び同
年9月21日、監査を実施。9件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示
の著しい未遵守（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、(2)
乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第
4項）、(3)疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第3条第6項）、(4)点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第7条）、(5)乗務等記録の記載事項違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第8条）、(6)運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第9条）、(7)運行指示書の作成義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第9条の3第1～3項）、(8)運転者に対する指導
監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、(9)事
業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）

41 41



貨物 2022 9 26
株式会社丸隼運輸（法人
番号5180001054080)代
表者金子智行

愛知県名古屋市緑区桶
狭間森前2014番地

本社営業所
愛知県大府市横
根町箕手41-344

輸送施設の使用停止
(130日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和3年12月17日､監査方針に基づき､監査を実施｡11件の違反が認めら
れた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条
第1項第4号)､(2)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第4項)､(3)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第3条第6項)､(4)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第7条第1項及び第2項)､(5)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第7条第5項)､(6)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(7)点呼の記録不実記載(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(8)運行指示書の作成義務違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)､(9)特定の運転者に対する
指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(10)特定
の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第10条第2項)､(11)一般講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第23条第1項)

13 13

貨物 2022 9 26
株式会社高宮運送(法人
番号5240002026840)代
表者高宮徳和

広島県廿日市市宮内工
業団地1-9

福山営業所
福山市赤坂町大
字赤坂1194番地2

輸送施設の使用停止
(40日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号及び同条第4項

令和3年12月3日及び令和4年3月11日、情報提供を端緒として監査を実
施。3件の違反が認められた。(1)疾病、疲労等のおそれのある乗務禁止
違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第6
項)、(2)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項及び第2項)、(3)運転
者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)

4 4

タクシー 2022 9 26

梅田交通第三株式会社
(法人番号
7120001138928)代表者
古知愛一郎

大阪府大阪市平野区長
吉六反一丁目3番2号

本社
大阪府大阪市長
吉六反1丁目3番2
号

警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年8月1日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。4件の違反
が認められた。(1)乗務時間告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規
則(以下｢運輸規則｣)第21条第1項)、(2)乗務員台帳の作成、備付け義務
違反【記載事項等の不備】(運輸規則第37条第1項)、(3)｢旅客自動車運
送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針｣(以
下｢運転者に対する指導監督告示｣)による運転者に対する指導監督義務
違反(運輸規則第38条第1項)、(4)運転者に対する指導監督告示による運
転者に対する特別な指導及び適性診断受診義務違反【適性診断の受診
状況】(運輸規則第38条第2項)

0 0

貸切バス 2022 9 26

株式会社恋路観光バス
（法人番号
1220002015808）代表
者井口信二

石川県鳳珠郡能登町松
波30字101番地1号

本社営業所
石川県鳳珠郡能
登町松波30字101
番地1号

文書警告（処分日車
数50日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

道路運送法第27条第
3項

令和4年7月19日、監査実施。3件の違反が認められた。（1）運行記録
計による記録義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下、「運輸
規則」）第26条第1項）（2）運転者台帳の記載不備（運輸規則第37条
第1項）（3）特定の運転者に対する指導監督違反（運輸規則第38条第2
項）

9 5

貨物 2022 9 27

株式会社ヤマサ商事（法
人番号
1110001018467）代表
者大滝弥一

新潟県岩船郡関川村大
島1071番地

新潟営業所
新潟県新潟市南
区戸頭2996番地1

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項、同
条第4項及び法第18
条第3項

令和4年3月16日、監査実施。13件の違反が認められた。（1）乗務時間
等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）（2）定期点検整備の実施義務違反（安全規則第3
条の2、道路運送車両法第48条）（3）点検整備記録簿の保存義務違反
（安全規則第3条の2、道路運送車両法第49条）（4）整備管理者の研修
受講義務違反（安全規則第3条の4）（5）点呼の実施義務違反（安全規
則第7条第1～2項）（6）点呼の記録義務違反（安全規則第7条第5項）
（7）点呼の記録記載不備（安全規則第7条第5項）（8）乗務等の記録
記載不備（安全規則第8条）（9）乗務等の記録保存義務違反（安全規
則第8条）（10）運行記録計による記録義務違反（安全規則第9条）
（11）運転者台帳の記載不備（安全規則第9条の5第1項）（12）運転者
に対する指導監督違反（安全規則第10条第1項）（13）運行管理者の解
任の未届出（安全規則第19条）

7 2

貨物 2022 9 27
有限会社笠倉運輸（法人
番号2030002109099）
代表者：笠倉和男

埼玉県川口市南鳩ヶ谷
７－１６－６

本社
埼玉県川口市南
鳩ケ谷７－１６
－６

輸送施設の使用停止
（180日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和3年12月15日及び令
和4年1月13日、監査を実施。12件の違反が認められた。(1)乗務時間等
告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、(2)
乗務時間等告示なお書きの遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第4項）、(3)疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第6項）、(4)点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第7条）、(5)運行記録計による記録義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第9条）、(6)運行指示書の作成義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1～3項）、(7)運転者に対す
る指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、
(8)高齢運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第10条第2項）、(9)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、(10)整備管理者の研修
受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4）、(11)事
業の適確な遂行に係る遵守事項のうち社会保険等未加入（貨物自動車
運送事業法第24条の4、貨物自動車運送事業法施行規則第14条第1項第2
号）、(12)報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

18 18

貨物 2022 9 27

神奈川美研工業株式会社
（法人番号
2020001000581）代表
者：石川ゆう

神奈川県横浜市泉区和
泉町７８５８

本社
神奈川県横浜市
瀬谷区阿久和南
３－３３－１６

輸送施設の使用停止
（90日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和3年7月29日及び同
年10月8日、監査を実施。9件の違反が認められた。(1)疾病のおそれの
ある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、(2)点呼の
実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(3)乗務等
記録の記載事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条）、(4)運
転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条
第1項）、(5)初任・高齢運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第10条第2項）、(6)・初任・高齢運転者に対する適
性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項）、(7)運行管理補助者の要件違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第18条第3項）、(8)運行管理者の解任届出違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第19条）、(9)報告義務違反（貨物自動車運送事業法第
60条第1項）

9 9

貨物 2022 9 27
株式会社本田組（法人番
号1120101042622）代
表者本田大輔

大阪府堺市西区浜寺元
町6丁799番地3

本社
大阪府堺市西区
浜寺元町6丁799
番地3

輸送施設の使用停止
（70日車）

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

令和4年1月13日、労働局からの通報を端緒に監査を実施。9件の違反が
認められた。（1）事業計画変更認可違反【自動車車庫の位置及び収容
能力違反】（貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号）、
（2）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗
務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
（以下「安全規則」）第3条第4項）、（3）点呼の実施違反【未実施】
（安全規則第7条第1項～第3項）、（4）（5）点呼の記録違反【記録】
【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、（6）乗務等の記録違
反【記載事項等の不備】（安全規則第8条）、（7）運行指示書【作
成、指示又は携行の義務違反】(安全規則第9条の3第1項～第3項)、
（8）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指
導及び監督の指針」による運転者に対する特別な指導及び運転適性診
断受診義務違反【運転適性診断の受診状況】（安全規則第10条第2
項）、（9）運行管理者の講習受講義務違反（安全規則第23条第1項）

7 7



タクシー 2022 9 27
平和ﾀｸｼｰ株式会社（法人
番号4380001015534）
代表者遠藤正文

福島県南相馬市原町区
旭町1丁目26番地

本社営業所
福島県南相馬市
原町区旭町1丁目
26-1、26-2

文書警告 法第27条第3項

令和4年9月13日及び9月26日、監査方針を端緒として監査を実施した結
果、5件の違反が認められた｡（1）点呼の記録義務違反（運輸規則第24
条第5項）、（2）乗務等の記録義務違反（運輸規則第25条3項）、
（3）運転者に対する指導監督義務違反（運輸規則第38条第1項）、
（4）高齢運転者に対する指導義務違反（運輸規則第38条第2項）、
（5）高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第38条第2
項）

0 0

貸切バス 2022 9 27 株式会社シーエイチアイ
東京都港区元麻布3-4-
41

シーエイチ
アイ観光バ
ス本社営業
所

千葉県富里市七
栄650-72

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第28条の2
第1項

令和4年7月8日、定期的な監査を実施。2件の違反が認められた。(1)運
行指示書の記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規
則｣)第28条の2第1項)､(2)報告義務違反(道路運送法第94条第1項)

6 0

貸切バス 2022 9 27

株式会社彩京観光Ｒ＆Ｔ
（法人番号
6060002040669）代表
者森田啓介

栃木県那須郡那須町湯
本737-2

本店営業所
栃木県那須塩原
市島方743-7

文書警告（処分日車
数20日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第1
項

令和4年6月23日及び令和4年7月29日、定期的な監査を実施。1件の違
反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運
輸規則第21条第1項)

2 2

貸切バス 2022 9 27
有限会社藤山観光（法人
番号4320002019696）
代表者後藤成人

大分県日田市大字三和
95番地1

本社営業所
大分県日田市大
字三和95番地1

輸送施設の使用停止
（60日車）

道路運送法第9条の2
令和4年6月29日、監査実施。１件の違反が認められた。(1)運賃料金事
前届出、運賃料金変更事前届出違反（道路運送法第9条の2第1項）

6 6

貨物 2022 9 28

株式会社ボンズカンパ
ニー（法人番号
1160002004197）代表
者：片山麗児

滋賀県大津市比叡平１
－１２－１３

松戸
千葉県松戸市松
戸１７４３－８

事業停止（33日
間）、輸送施設の使
用停止（90日車）、
輸送の安全確保命令

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の2、道路運送車両
法第50条第1項

救護義務違反があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和3
年12月13日及び同年12月16日、監査を実施。11件の違反が認められ
た。(1)疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3
条第6項）、(2)点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第7条第1項～3項）、(3)乗務等記録の記載事項違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第8条）、(4)運転者に対する指導監督違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、(5)運転者に対する事故発生
時の措置等指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1
項）、(6)初任運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第2項）、(7)初任運転者に対する適性診断受診義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、(8)定期点検整
備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送
車両法第48条）、(9)整備管理者の選任義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第50条第1項）、(10)整備管理
者の選任（変更）届出違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の
2、道路運送車両法第52条）、(11)運行管理者の選任及び解任届出違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条）

39 39

タクシー 2022 9 28
名古屋バス株式会社（法
人番号5180001013037)
代表者西村信義

愛知県名古屋市北区新
沼町3番地

タクシー事
業部

愛知県名古屋市
北区新沼町1番地
4

輸送施設の使用停止
(60日車)及び文書警
告

旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第5
項

令和4年1月20日及び令和4年1月27日、監査方針に基づき、監査を実
施。4件の違反が認められた。(1)健康診断未受診(旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第5項)､(2)点呼の記録記載事項不備(旅客自動車運送事
業運輸規則第24条第5項)､(3)特定の運転者に対する指導義務違反(旅客
自動車運送事業運輸規則第38条第2項)､(4)特定の運転者に対する運転適
性診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)

6 6

貨物 2022 9 29

株式会社旭川物流（法人
番号１４５０００１００
０３５８）代表者湯野信
一

北海道旭川市工業団地
五条３丁目２－１２

本社営業所
北海道旭川市工
業団地五条３丁
目２－１２

文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項第１
号、法第１７条第４
項

令和４年８月４日、労働局からの通報等を端緒として監査を実施。５
件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４
項）、（２）点呼の記録事項義務違反（安全規則第７条第５項）、
（３）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第１０条第１
項）、（４）運転者に対する指導監督の記録事項義務違反（安全規則
第１０条第１項）、（５）特定運転者に対する適性診断受診義務違反
（安全規則第１０条第２項）

0 0

貨物 2022 9 29
有限会社小林商事（法人
番号6380002034820）
代表者小林重平

福島県喜多方市関柴町
下柴字大門口452番地

本社営業所
福島県喜多方市
関柴町下柴大門
口452

輸送施設の使用停止
（90日車）及び文書
警告

法第17条第1項第2
号、法第17条第4項

令和3年8月19日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、9件の違
反が認められた｡（1）点検整備記録簿等の記載違反（安全規則第3条の
2及び道路運送車両法第49条）、（2）点呼の実施義務違反（安全規則
第7条第1項、第2項、第3項）、（3）点呼の記録義務違反（安全規則第
7条第5項）、（4）乗務等の記録義務違反（安全規則第8条第1項）【30
乗務中記録なし30件】、（5）乗務等の記録義務違反（安全規則第8
条）【記載事項等の不備】、（6）運行記録計による記録義務違反（安
全規則第9条）、（7）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第
10条第1項）、（8）初任運転者及び高齢運転者に対する指導監督義務
違反（安全規則第10条第2項）、（9）初任運転者及び高齢運転者に対
する適性診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）

9 9

貨物 2022 9 29
桶本興業株式会社（法人
番号7030001001442）
代表者桶本毅

埼玉県さいたま市南区
根岸4丁目7番9号

福島営業所
福島県安達郡大
玉村大山字向原
114

輸送施設の使用停止
（40日車）及び文書
警告

法第17条第1項第1
号、法第17条第4項

令和3年7月8日、飲酒運転を端緒として監査を実施した結果、6件の違
反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反（安全規則第3条第
4項）、（2）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項、第2項、第3
項）、（3）点呼の記録義務違反（安全規則第7条第5項）、（4）乗務
等の記録保存義務違反（安全規則第8条）、（5）運行指示書の携行義
務違反（安全規則第9条の3第1項）、（6）運転者に対する指導監督義
務違反（安全規則第10条第1項）

4 4

貨物 2022 9 29

株式会社おいらせ輸送
（法人番号
7420001012128）代表
者沖野賀庸

青森県上北郡おいらせ
町松原2丁目132番3

本社営業所
青森県上北郡お
いらせ町松原2丁
目132番地3

輸送施設の使用停止
（20日車）及び文書
警告

法第17条第1項第1
号、法第17条第4項

令和3年9月10日及び11月10日、監査方針を端緒として監査を実施した
結果、2件の違反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反（安
全規則第3条第4項）、（2）運転者に対する指導監督義務違反（安全規
則第10条第1項）

2 2

貨物 2022 9 29
大道運輸株式会社（法人
番号1420001011779）
代表者大湊米子

青森県上北郡六ヶ所村
大字尾駮字野附225番地
3

本社営業所
青森県上北郡
六ヶ所村大字尾
駮字野附225-3

文書警告 法第17条第4項
令和4年9月8日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、1件の違
反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第
10条第1項）

0 0

貨物 2022 9 29

有限会社ムサシ運輸（法
人番号
2120002070829）代表
者吉原健三郎

大阪府堺市美原区大保
231番1

大阪

大阪府大阪市東
住吉区矢田2丁目
13-23エルグリー
ン東住吉202号室

警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和4年6月6日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。2件
の違反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の
運転者に対して行う指導及び監督の指針」（以下「指導監督告示」）
による運転者に対する指導及び監督違反【一部不適切】（貨物自動車
運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第10条第1項）、（2）指
導監督告示による運転者に対する特別な指導及び運転適性診断受診義
務違反【運転適性診断の受診状況】（安全規則第10条第2項）

0 0



貨物 2022 9 30
互幸運送有限会社（法人
番号7120002057862）
代表者吉田慎介

大阪府大阪市生野区巽
東3丁目13番7号

本社
大阪府大阪市生
野区巽東3丁目13
番7号

輸送施設の使用停止
（70日車）

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

令和3年10月28日及び令和4年3月30日、法令違反の疑いがあることを
端緒に監査を実施。6件の違反が認められた。（1）事業計画変更認可
違反【自動車車庫の位置及び収容能力違反】（貨物自動車運送事業法
施行規則（以下「施行規則」）第2条第1項第4号）、（2）事業計画変
更事前届出違反【各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数違
反】（施行規則第6条第1項第1号）、（3）整備管理者の研修受講義務
違反【研修未受講】（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全
規則」）第3条の4）、（4）点呼の記録違反【記載事項等の不備】（安
全規則第7条第5項）、（5）乗務等の記録違反【記載事項等の不備】
（安全規則第8条）、（6）健康保険法、厚生年金保険法、労働者災害
補償保険法及び雇用保険法に基づく社会保険等加入義務者が社会保険
等に未加入（施行規則第14条第2号）

7 7

タクシー 2022 9 30

国際自動車株式会社（法
人番号
7010901032448）代表
者楠原亘

東京都板橋区坂下1-22-
10

板橋
東京都板橋区坂
下1-22-10

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第24条第5
項

令和4年7月12日及び令和4年7月28日、死亡事故があった旨公安委員会
からの通知を端緒として監査を実施。2件の違反が認められた。(1)点呼
の記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第24条第
5項)､(2)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)

0 0

タクシー 2022 9 30

日の丸タクシー株式会社
(法人番号
3240001009872)代表者
古河利彦

広島県広島市佐伯区八
幡東3-29-14

本社営業所
広島県広島市佐
伯区八幡東3-29-
14

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年9月29日、情報提供を端緒として監査を実施。1件の違反が認め
られた。運転者に対する指導監督義務違反（駐停車違反、放置駐車違
反その他の道路交通法の違反行為に係るもの）（旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1項）

0 0

タクシー 2022 9 30

有限会社福運タクシー
（法人番号
3290002008794）代表
者上村謙二

福岡県福岡市早良区野
芥2丁目1番地15号

本社営業所
福岡県福岡市早
良区野芥2丁目
913-1

輸送施設の使用停止
（44日車）、文書警
告

道路運送法（以下｢
法｣）第13条、法第
27条第3項

令和4年7月20日、監査実施。2件の違反が認められた。(1)運送引受義
務違反（道路運送法第13条）、(2)運転者に対する指導監督違反（旅客
自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

5 5

貸切バス 2022 9 30

国際貸切自動車株式会社
（法人番号
3420001000854）代表
者酒井信幸

青森県青森市大字石江
字江渡25番地の4

油川営業所
青森県青森市大
字油川字大浜
149･150

文書警告 法第27条第3項

令和4年8月23日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、3件の違
反が認められた｡（1）乗務員台帳の作成義務違反（運輸規則第37条第1
項）、（2）運転者に対する指導監督義務違反（運輸規則第38条第1
項）、（3）運転者に対する指導監督の記録保存違反（運輸規則第38条
第1項）

0 0

貨物 2022 10 3

宏和運輸倉庫株式会社
（法人番号
8130001017254）代表
者安藤正純

京都府京都市下京区大
宮通り塩小路上ル上中
之町32

久御山
京都府久世郡久
御山町林高黒1番
8

輸送施設の使用停止
(130日車)

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

令和3年7月14日、同年7月15日、令和4年3月29日及び同年3月31日に死
亡事故を引き起こしたことを端緒に監査を実施。11件の違反が認めら
れた。（1）事業計画変更認可違反【自動車車庫の位置及び収容能力違
反】（貨物自動車運送事業法施行規則（以下「施行規則」）第2条第1
項第4号）、（2）事業計画変更事前届出違反【各営業所に配置する事
業用自動車の種別ごとの数違反】（施行規則第6条第1項第1号）、
（3）点呼の記録違反【記録の改ざん・不実記載】（貨物自動車運送事
業輸送安全規則（以下「安全規則」）第7条第5項）、（4）乗務等の記
録違反【記載事項等の不備】（安全規則第8条）、（5）運転者台帳
【記載事項等の不備】（安全規則第9条の5第1項）、（6）「貨物自動
車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指
針」（以下「指導監督告示」）による運転者に対する指導及び監督違
反【一部不適切】（安全規則第10条第1項）、（7）指導監督告示によ
る運転者に対する指導及び監督に係る記録の作成・保存【記録】（安
全規則第10条第1項）、（8）指導監督告示による運転者に対する特別
な指導及び運転適性診断受診義務違反【運転適性診断の受診状況】
（安全規則第10条第2項）、（9）運行管理者の選任違反（管理者数の
不足）（貨物自動車運送事業法第18条第1項）、（10）運行管理者補助
者の要件違反（安全規則第18条第3項）、（11）運行管理者の選任及び
解任の未届出違反（安全規則第19条）

13 13

貨物 2022 10 4

株式会社ＢＥＬＬ・ＬＩ
ＮＥ（法人番号
4021001045870）代表
者：平野昌寅

神奈川県厚木市飯山１
５６６－３

本社
神奈川県厚木市
飯山１５６６－
３

輸送施設の使用停止
（180日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第8条

労働局からの通報を端緒として、令和4年2月25日、同年3月22日及び同
年4月12日、監査を実施。11件の違反が認められた。(1)乗務時間等告
示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、(2)疾
病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6
項）、(3)点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条）、(4)乗務等記録の記載事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第8条）、(5)乗務等記録の改ざん・不実記載（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第8条）、(6)運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第9条）、(7)運行記録計による記録の改ざん・不実
記録（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、(8)運行指示書の作成
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1～3項）、(9)
運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
10条第1項）、(10)初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、(11)事業計画の変更認可違
反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）

18 18

貨物 2022 10 4
株式会社大張（法人番号
7060001010283）代表
者：宇賀神貴洋

栃木県鹿沼市千渡４６
８

本社
栃木県鹿沼市千
渡４７８

輸送施設の使用停止
（110日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第5項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年1月19日及び同
年2月16日、監査を実施。8件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示
の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、(2)点呼
の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1～3項）、
(3)点呼記録の改ざん・不実記載（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第5項）、(4)乗務等記録の記載事項違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第8条）、(5)運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第9条）、(6)運転者に対する指導監督違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第10条第1項）、(7)点検整備記録簿の保存義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第
49条）、(8)事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1
項）

11 11

貨物 2022 10 4

株式会社キタザワ引越セ
ンター（法人番号
3010601023767）代表
者北澤敏也

東京都江東区三好2-10-
6

大阪
大阪府大阪市福
島区大開4丁目1-
18

警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和4年3月2日、公安委員会からの通知を端緒に監査を実施。4件の違
反が認められた。（1）点呼の実施違反【未実施】（貨物自動車運送事
業輸送安全規則（以下「安全規則」）第7条第1項～第3項）、（2）点
呼の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、（3）乗
務等の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第8条）、（4）「貨
物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監
督の指針」による運転者に対する指導及び監督違反【一部不適切】
（安全規則第10条第1項）

0 0



貨物 2022 10 4
有限会社森藤運送(法人
番号2260002026131)代
表者森藤定夫

岡山県浅口市鴨方町六
条院東1308

本社営業所
岡山県浅口市鴨
方町六条院東
1308

輸送施設の使用停止
(140日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第11
条、法第17条第1項
第1号第2号、同条第
4項及び法第60条第
1項

令和2年1月24日及び同年2月27日、情報提供を端緒として監査を実施。
13件の違反が認められた。(1)運送約款等の掲示違反(法第11条)、(2)疾
病、疲労等のおそれのある乗務禁止違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則(以下「安全規則」)第3条第6項)、(3)事業用自動車の定期点検整備
義務違反(安全規則第3条の2)、(4)整備管理者の研修受講義務違反(安全
規則第3条の4)、(5)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項及び第2
項)、(6)アルコール検知器の常時有効性保持義務違反(安全規則第7条第
4項)、(7)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(8)乗務等の記録
義務違反(安全規則第8条第1項)、(9)運行記録計による記録義務違反(安
全規則第9条)、(10)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条
第1項)、(11)特定の運転者に対する特別な指導義務違反(安全規則第10
条第2項)、(12)特定の運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則
第10条第2項)、(13)事業報告義務違反(貨物自動車運送事業報告規則第2
条の2)

14 14

貨物 2022 10 4

九州倉本運送株式会社
（法人番号
7290802016605）代表
者永田隆治

福岡県遠賀郡岡垣町大
字手野宇土田486-6

福岡営業所
福岡県糟屋郡粕
屋町大字上大隈
656-1

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和4年8月24日、監査実施。4件の違反が認められた。(1)点呼の記録
事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第
7条第5項)、(2)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(3)運行指
示書に係る（作成、指示、携行）義務違反(安全規則第9条の3第1項)、
(4)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)

0 0

貨物 2022 10 4

有限会社エース運輸（法
人番号
9290002034694）代表
者安部能成

福岡県福岡市東区原田1
丁目45-6

本社営業所
福岡県福岡市東
区原田1丁目45-
6-103

輸送施設の使用停止
（90日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第8
条第1項、法第17条
第1項第2号、法第
17条第4項、法第24
条の3

令和4年6月2日、監査実施。12件の違反が認められた。(1)事業計画(自
動車車庫)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法第8条
第1項)、(2)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安
全規則（以下｢安全規則｣）第3条の4)、(3)点呼の実施義務違反(安全規
則第7条)、(4)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(5)乗務等の
記録事項義務違反(安全規則第8条)、(6)運転者台帳の記載事項義務違反
(安全規則第9条の5第1項)、(7)運転者に対する指導監督違反(安全規則
第10条第1項)、(8)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規
則第10条第1項)、(9)特定運転者に対する特別な指導監督違反(安全規則
第10条第2項)、(10)全従業員に対する指導監督義務違反(安全規則第10
条第4項)、(11)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1
項)、(12)輸送の安全に関わる情報の公表違反(安全規則第2条の8)

9 9

乗合バス 2022 10 4

立川バス株式会社（法人
番号：
4012801000850）代表
者山田恭章

東京都立川市高松町2-
27-27

福生
東京都福生市志
茂151

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第2条第3項

令和4年7月20日、法令違反の疑いがあることを端緒に調査を実施。1件
の違反が認められた。(1)一般準則(職務遂行の指導､措置)違反(旅客自
動車運送事業運輸規則第2条第3項)

0 0

乗合バス 2022 10 4
阪急バス株式会社(法人
番号6120901019848)代
表者井波洋

大阪府池田市井口堂1丁
目9番21号

猪名川
兵庫県川辺郡猪
名川町白金1丁目
1番地2号

警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年5月25日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。｢旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対し
て行う指導及び監督の指針｣による運転者に対する指導監督義務違反(旅
客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

乗合バス 2022 10 4

大阪シティバス株式会社
(法人番号
6120001048830)代表者
木田俊郎

大阪府大阪市西区九条
南1丁目12番62号

井高野
大阪府大阪市東
淀川区井高野4丁
目3番59号

警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年8月19日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。｢旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対し
て行う指導及び監督の指針｣による運転者に対する指導監督義務違反(旅
客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

2 0

乗合バス 2022 10 4

大阪シティバス株式会社
(法人番号
6120001048830)代表者
木田俊郎

大阪府大阪市西区九条
南1丁目12番62号

鶴町
大阪府大阪市大
正区鶴町4丁目11
番55号

警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年9月2日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。｢旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対し
て行う指導及び監督の指針｣による運転者に対する指導監督義務違反(旅
客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

2 0

貸切バス 2022 10 4
株式会社あおば交通（法
人番号3070001002176)
代表者渡邉国男

群馬県前橋市下石倉町
27-2

前橋営業所
群馬県前橋市下
石倉町27-2

輸送施設の使用停止
（60日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和4年1月20日及び令和4年1月28日、定期的な監査を実施。3件の違
反が認められた。(1)疾病のおそれのある乗務(旅客自動車運送事業運輸
規則(以下｢運輸規則｣)第21条第5項)､(2)点呼の記録義務違反(運輸規則
第24条第5項)､(3)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条
第1項)

6 6

貸切バス 2022 10 4

株式会社ピースジャパン
（法人番号
9010001163209）代表
者清水宜人

神奈川県相模原市南区
下溝2097-3

神奈川営業
所

神奈川県相模原
市南区下溝2097-
3

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第1
項

令和4年7月26日及び令和4年8月2日、定期的な監査を実施。3件の違反
が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸
規則(以下｢運輸規則｣)第21条第1項)､(2)点呼の記録義務違反(運輸規則
第24条第5項)､(3)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第
1項)

0 0

貸切バス 2022 10 4

有限会社宮浦観光バス
（法人番号
2020002066853）代表
者榊枝新一郎

神奈川県横浜市緑区白
山1-11-14

神奈川営業
所

神奈川県横浜市
旭区上川井町字
市坂2008-3

文書警告（処分日車
数20日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和4年8月22日、定期的な監査を実施。1件の違反が認められた。(1)
運転者に対する指導監督等義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38
条第1項)

6 2

貸切バス 2022 10 4
三次交通有限会社（法人
番号4240002030406）
代表者立花律雄

広島県三次市十日市中2
丁目12番地51号

本社
広島県三次市十
日市中三丁目6番
1号

文書警告及び輸送施
設の使用停止（80日
車）

道路運送法27条第3
項

令和3年11月18日及び同年12月27日、継続監視の監査対象であること
を端緒として監査を実施。4件の違反が認められた。(1)運送引受書の記
載事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条
の2第1項)、(2)疾病・疲労等のおそれのある乗務禁止違反(運輸規則第
21条第5項)、(3)特定の運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第
38条第2項)、(4)特定の運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則
第38条第2項)

8 8

貨物 2022 10 5
ヒタチ株式会社(法人番
号8010001079331)代表
者伊藤信政

東京都千代田区岩本町
3-4-6

広島ハブセ
ンター

広島県広島市安
佐北区三入2丁目
27-33

輸送施設の使用停止
(20日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号及び同条第4項

令和3年12月8日及び令和4年3月8日、情報提供を端緒として監査を実
施。2件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動
車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)点呼の実
施義務違反(安全規則第7条第1項及び第2項)

2 2

タクシー 2022 10 5
有限会社タイレル（法人
番号4013202002809）
代表者坂倉道也

東京都目黒区中町2-39-
12-1F

本社
東京都目黒区中
町2-39-12-1F

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第３８条第
１項

令和4年8月23日、新規許可を受けたことを端緒として監査を実施。1件
の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車
運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

貨物 2022 10 6
株式会社興隆運輸（法人
番号5370801000371）
代表者渡邉正

宮城県岩沼市早股字土
手添75番地

本社営業所
宮城県岩沼市早
股字土手添75

輸送施設の使用停止
（10日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第4項

令和3年12月20日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、3件の
違反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第3条第4項）、（2）運転者に
対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）、（3）運転者に対
する指導監督の記録違反（安全規則第10条第1項）

1 1

貨物 2022 10 6
株式会社幸和運輸（法人
番号1180001108955)代
表者荒田健一

愛知県名古屋市港区惟
信町4丁目10番7

本社営業所
愛知県名古屋市
港区惟信町4丁目
10番7

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条
の2

令和4年8月30日及び令和4年9月7日、監査方針に基づき､監査を実施｡3
件の違反が認められた｡(1)事故の記録記載事項不備(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第9条の2)､(2)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(3)特定の運転者に対する運転適
性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)

32 0

タクシー 2022 10 6
キクヤ交通株式会社(法
人番号2140001016566)
代表者大久保泰介

兵庫県神戸市長田区梅
ケ香町1丁目17-14

本社
兵庫県神戸市長
田区梅ケ香町1丁
目17番14号

警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(道
路交通法令違反)が過去一年以内に3件に達した。｢旅客自動車運送事業
者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針｣による運
転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第
1項)

0 0



タクシー 2022 10 6

有限会社三和タクシー
（法人番号
2470002003282）代表
者杉原敏充

香川県高松市花園町1丁
目2-21

本社営業所
香川県高松市花
園町1丁目2-21

輸送施設の使用停止
（52日車）、文書警
告

道路運送法第27条第
3項

令和4年6月28日及び同年7月14日、利用者等からの苦情等を端緒として
監査を実施したところ、10件の違反が確認された。(1)苦情の処理記録
の保存が確実になされていなかったこと（旅客自動車運送事業運輸規
則第（以下「運輸規則」）3条第2項）、(2)運転者の健康状態の把握が
確実になされていなかったこと（運輸規則第21条第5項）、(3)運転者
に対する点呼が確実になされていなかったこと（運輸規則第24条第1
項、第2項）、(4)運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切で
あったこと（運輸規則第24条第5項）、(5)乗務員台帳について定めら
れた事項の記録が不適切であったこと（運輸規則第37条第1項）、(6)
事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指
導監督が不適切であったこと（運輸規則第38条第1項）、(7)事業用自
動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督の
記録に記載すべき事項が不適切であったこと（運輸規則第38条第1
項）、(8)高齢運転者に対して事業用自動車の運行の安全を確保するた
めに遵守すべき事項についての特別な指導が不適切であったこと（運
輸規則第38条第2項）、(9)高齢運転者に対して法令で定められた適性
診断を受診させていなかったこと（運輸規則第38条第2項）、(10)要件
を満たさない者が運行管理者の業務の補助者として点呼を行っていた
こと（運輸規則第47条の9第3項）

5 5

タクシー 2022 10 7
大阪バス株式会社(法人
番号4122001009013)代
表者西村信義

大阪府東大阪市高井田
中3丁目6番21号

本社営業所
大阪府東大阪市
高井田中三丁目6
番21号

勧告
道路運送法第27条第
3項

令和4年8月9日、新規許可を端緒として監査を実施。1件の違反が認め
られた。届出義務違反【指導主任者の選任届】(旅客自動車運送事業運
輸規則第68条第1項第3号)

1 0

タクシー 2022 10 7

株式会社ウイングキャブ
(法人番号
4140001024047)代表者
吉田智彦

兵庫県神戸市兵庫区松
原通5丁目1番9号

本社
兵庫県神戸市長
田区四番町7－5

警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年6月6日、事故を引き起こしたことを端緒として監査を実施。1
件の違反が認められた。｢旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転
者に対して行う指導及び監督の指針｣による運転者に対する指導監督義
務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

タクシー 2022 10 7

立花神姫タクシー株式会
社(法人番号
8140001049908)代表者
高石勇

兵庫県尼崎市三反田町3
丁目4番地12号

本社
兵庫県尼崎市三
反田町3丁目4番
地12号

警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年6月24日、事故を引き起こしたことを端緒として監査を実施。1
件の違反が認められた。｢旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転
者に対して行う指導及び監督の指針｣による運転者に対する指導監督義
務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

1 0

貨物 2022 10 11

大王製紙パッケージ運輸
株式会社（法人番号
8050001018946）代表
者：吉田和人

茨城県猿島郡五霞町大
字幸主５７２－８

栃木

栃木県芳賀郡茂
木町大字山内字
坂下前５６６ー
１

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和4年7
月12日及び同年8月5日、監査を実施。5件の違反が認められた。(1)乗
務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4
項）、(2)点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条）、(3)乗務等記録の記載事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第8条）、(4)運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第1項）、(5)事業計画事前届出違反（貨物自動車運
送事業法第9条第3項）

0 0

貨物 2022 10 11

株式会社笠原産業運輸
（法人番号
3080101008329)代表者
笠原修

静岡県富士市八代町5-
28

本社営業所
静岡県富士市八
代町5-28(61)

輸送施設の使用停止
(150日車)

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和4年1月31日､監査方針に基づき､監査を実施｡4件の違反が認められ
た｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第4項)､(2)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条の4)､(3)一般講習受講義務違反(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第23条第1項)､(4)輸送の安全確保の命令違反(貨物自動車
運送事業法第23条)

28 15

貨物 2022 10 11
不二運輸株式会社（法人
番号8120001156573）
代表者橘敏彦

大阪府守口市菊水通3-
3-4

門真
大阪府門真市ひ
え島町29番44号

輸送施設の使用停止
(60日車)

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

令和4年2月10日及び同年2月22日、労働局からの通報を端緒に監査を実
施。8件の違反が認められた。（1）事業計画変更認可違反【自動車車
庫の位置及び収容能力違反】（貨物自動車運送事業法施行規則第2条第
1項第4号）、（2）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤
務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（3）疾病、疲労等の
おそれのある乗務（安全規則第3条第6項）、（4）点呼の実施違反【未
実施】（安全規則第7条第1項～第3項）、（5）点呼の記録違反【記載
事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、（6）乗務等の記録違反【記
載事項等の不備】（安全規則第8条）、（7）運行記録計による記録違
反【記録】（安全規則第9条）、（8）運転者台帳【記載事項等の不
備】（安全規則第9条の5第1項）

6 6

貨物 2022 10 12
稲葉運送有限会社（法人
番号1370202000074）
代表者亀井秀義

宮城県大崎市三本木坂
本字鳥屋下前158番地1

本社営業所
宮城県大崎市三
本木坂本字鳥屋
下前158-1

文書警告 法第17条第4項
令和4年9月8日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、2件の違
反が認められた｡（1）点呼の記録義務違反（安全規則第7条第5項）、
（2）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2022 10 12

有限会社江原運輸産業
（法人番号
3070002031637）代表
者：江原光夫

群馬県太田市新田中江
田町９３６

本社
群馬県太田市新
田中江田町９３
６

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和3年12月6日、監査
を実施。3件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、(2)点呼の実施義務違反等
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(3)運行記録計による記録
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）

1 1

貨物 2022 10 12
根本運送株式会社（法人
番号6070001016421）
代表者：根本正樹

群馬県みどり市大間々
町大間々２０５－５

本社
群馬県みどり市
大間々町大間々
２０５－５

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和4年2
月16日、監査を実施。3件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の
遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、(2)点呼の
実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(3)運転者
に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1
項）

1 1

貨物 2022 10 12
司静岡株式会社（法人番
号5180301027760)代表
者庄司只功

静岡県磐田市高見丘
1234番地

富士営業所
静岡県富士市伝
法273-6

輸送施設の使用停止
(60日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和3年10月6日及び令和4年3月2日､監査方針に基づき､表富士運送合資
会社（静岡県富士市中之郷806）に対して監査を実施｡9件の違反が認め
られた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2
条第1項第4号)､(2)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第4項)､(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(4)点呼の記録義務違反(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)点呼の記録記載事項不備(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(6)乗務等の記録記載事項不
備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(7)運転者台帳の記載事項
等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(8)運転者に
対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1
項)､(9)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第2項)監査の実施後、表富士運送合資会社の事業
を司静岡株式会社が譲受した事実が確認されたため、司企業株式会社
に対して行政処分等を実施。

6 6

タクシー 2022 10 12

2525ﾀｸｼｰ株式会社（法
人番号
5370001013736）代表
者佐藤恵美

宮城県仙台市宮城野区
仙台港北2丁目1番地の2

本社営業所
宮城県仙台市宮
城野区仙台港北2
丁目1番地の2

輸送施設の使用停止
（10日車）及び文書
警告

道路運送法（以下｢
法｣）第23条第3項、
法第27条第3項

令和4年2月25日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、4件の違
反が認められた｡（1）運行管理者の選任（解任）未届出違反（道路運
送法（以下｢運送法｣）第23条第3項）、（2）新任運転者に対する10日
間の指導監督違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下｢運輸規則｣）
第36条第2項）、（3）高齢運転者に対する指導義務違反（運輸規則第
38条第2項）、（4）初任運転者及び高齢運転者に対する適性診断受診
義務違反（運輸規則第38条第2項）

1 1



タクシー 2022 10 12

有限会社キョーシン（法
人番号
2020002021032）代表
者鈴木茂之

神奈川県横浜市旭区中
白根2-14-21

本社
神奈川県横浜市
旭区中白根2-14-
21

輸送施設の使用停止
（100日車）

道路運送法第１３条

令和4年1月21日、法令違反の疑いがあることを端緒として監査を実
施。6件の違反が認められた。(1)運送引受義務違反(道路運送法第13
条)､(2)健康状態の把握義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運
輸規則)第21条第5項)､(3)点呼の実施等義務違反(運輸規則第24条)､(4)
運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(5)高齢運転
者に対する告示で定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､
(6)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)

10 10

タクシー 2022 10 12
株式会社アシスト（法人
番号8010601027540）
代表者新堂聡

東京都墨田区東墨田3-
21-28

潮見
東京都江東区潮
見2-6-11

輸送施設の使用停止
（10日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第３８条第
１項

令和4年5月11日、最高速度違反があった旨の公安委員会からの通知を
端緒として監査を実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対する指
導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

2 1

タクシー 2022 10 12

神尾タクシー有限会社
（法人番号
5090002011783）代表
者神尾正三

山梨県富士吉田市下吉
田3-22-6

本社
山梨県富士吉田
市下吉田3-22-6

輸送施設の使用停止
（70日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第２１条第
５項

令和3年10月11日及び令和3年11月15日並びに令和3年12月13日、長期
間監査未実施であることを端緒として監査を実施。6件の違反が認めら
れた。(1)健康状態の把握義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､
運輸規則)第21条第5項)､(2)点呼の実施等義務違反(運輸規則第24条)､
(3)乗務記録の記録事項の不備(運輸規則第25条)､(4)運転者に対する指
導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(5)高齢運転者に対する告示で
定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､(6)高齢運転者に対
する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)

7 7

タクシー 2022 10 12
株式会社エムティー(法
人番号1120001195462)
代表者井澤義正

大阪府大阪市生野区舎
利寺二丁目15番23号

本社
大阪府大阪市生
野区舎利寺2丁目
15番23号

警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年9月8日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。｢旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対し
て行う指導及び監督の指針｣による運転者に対する指導監督義務違反(旅
客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

タクシー 2022 10 12

株式会社625タクシー
(法人番号
7120001220231)代表者
井澤義正

大阪府吹田市津雲台7丁
目1番D-113号

千里営業所
大阪府吹田市津
雲台7-1-D-113

警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年8月29日、新規許可を端緒として監査を実施。2件の違反が認め
られた。(1)疾病、疲労等のおそれのある乗務(旅客自動車運送事業運輸
規則(以下｢運輸規則｣)第21条第5項)、(2)｢旅客自動車運送事業者が事業
用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針｣による運転者に対
する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)

0 0

乗合バス 2022 10 12

東武バスセントラル株式
会社（法人番号
7010601028531）代表
者岩田敏之

東京都墨田区押上1-1-2 沼南
千葉県柏市金山
字宮後原1008

輸送施設の使用停止
（10日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第1
項

令和4年3月7日、死亡事故があった旨、公安委員会からの通知を端緒に
監査を実施。2件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反
(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第21条第1項)､(2)運転
者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)

1 1

貸切バス 2022 10 12
有限会社くろいわ（法人
番号2070002016176）
代表者小野澤聡子

群馬県富岡市藤木３９
－１

本社営業所
群馬県富岡市藤
木３９－１

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和4年5月31日及び令和4年6月27日、定期的な監査を実施。1件の違
反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送
事業運輸規則第38条第1項)

0 0

貨物 2022 10 13
遠野運送株式会社（法人
番号1380001013441）
代表者中野光

福島県いわき市遠野町
根岸字石田44番地の3

石巻営業所
宮城県石巻市北
村字滝の沢44-3

文書警告
法第17条第1項1
号、法第17条第4項

令和4年9月15日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、3件の違
反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反（安全規則第3条第
4項）、（2）運転者台帳の作成義務違反（安全規則第9条の5第1項）、
（3）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2022 10 13

佐野辰運送有限会社（法
人番号
5120102023626）代表
者桶谷久人

大阪府泉佐野市湊4丁目
1番18号

本店
大阪府泉佐野市
湊4丁目1番18号

輸送施設の使用停止
(140日車)

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第2
号

令和4年3月11日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。9件の違反
が認められた。（1）点検整備違反【定期点検整備等の未実施】（貨物
自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条の2、道路運
送車両法第48条）、（2）整備管理者の研修受講義務違反【研修未受
講】（安全規則第3条の4）、（3）点呼の実施違反【未実施】（安全規
則第7条第1項～第3項）、（4）乗務等の記録違反【記録】（安全規則
第8条）、（5）(6)運転者台帳【作成】【記載事項等の不備】（安全規
則第9条の5第1項）、（7）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の
運転者に対して行う指導及び監督の指針」（以下「指導監督告示」）
による運転者に対する指導及び監督違反【大部分不適切】（安全規則
第10条第1項）、（8）指導監督告示による運転者に対する特別な指導
及び運転適性診断受診義務違反【運転適性診断の受診状況】（安全規
則第10条第2項）、（9）運行管理者の講習受講義務違反（安全規則第
23条第1項）

14 14

貨物 2022 10 14

株式会社ＮＫトランス
ポート（法人番号
9120101028184）代表
者松波雅之

大阪府堺市中区東山40-
3

本社
大阪府堺市中区
平井203-3

輸送施設の使用停止
(70日車)

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

令和3年11月24日及び令和4年3月7日、公安委員会からの通知を端緒に
監査を実施。9件の違反が認められた。（1）事業計画変更認可違反
【自動車車庫の位置及び収容能力違反】（貨物自動車運送事業法施行
規則（以下「施行規則」）第2条第1項第4号）、（2）事業計画変更認
可違反【乗務員の休憩・睡眠施設の位置及び収容能力違反】（施行規
則第2条第1項第5号）、（3）事業計画変更事前届出違反【各営業所に
配置する事業用自動車の種別ごとの数違反】（施行規則第6条第1項第1
号）、（4）事業計画変更事後届出違反【営業所又は荷扱所の名称、位
置（利用運送のみに係るもの及び運輸局長が指定する区域内における
ものに限る。）の変更違反】（施行規則第7条第1項第2号、第3号）、
（5）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗
務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
（以下「安全規則」）第3条第4項）、（6）運転者台帳【記載事項等の
不備】（安全規則第9条の5第1項）、（7）「貨物自動車運送事業者が
事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」（以下「指
導監督告示」という。）による運転者に対する指導及び監督に係る記
録の作成・保存【記録】（安全規則第10条第1項）、（8）指導監督告
示による運転者に対する特別な指導及び運転適性診断受診義務違反
【運転適性診断の受診状況】（安全規則第10条第2項）、（9）運行管
理者の選任違反（管理者数の不足）（貨物自動車運送事業法第18条第1
項）

7 7

貨物 2022 10 14
第一陸送株式会社(法人
番号1120002001215）
代表者斎嘉一

大阪府大阪市鶴見区浜
3-4-41

神戸
兵庫県神戸市中
央区港島5-2

輸送施設の使用停止
(30日車)

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第2
号

令和4年4月14日、労働局からの通報を端緒に監査を実施。3件の違反が
認められた。（1）整備管理者の研修受講義務違反【研修未受講】（貨
物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条の4）、
（2）点呼の実施違反【未実施】（安全規則第7条第1項～第3項）、
（3）乗務等の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第8条）

3 3

貨物 2022 10 14

エル・エムサービス株式
会社（法人番号
7290801000576）代表
者歌岡真二

福岡県北九州小倉南区
朽網東2丁目30-9

本店営業所
福岡県北九州小
倉南区朽網東2丁
目30-9

輸送施設の使用停止
（50日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法第17条第4項、法
第18条第3項

令和4年6月9日、監査実施。10件の違反が認められた。(1)疾病、疲労
等のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全
規則」）第3条第6項)、(2)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(3)点
呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(4)点呼の記録事項義務違反
(安全規則第7条第5項)、(5)運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条
の5第1項)、(6)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1
項)、(7)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(8)運転
者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反(安全規則第10
条第1項)、(9)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10
条第2項)、(10)運行管理者の選任(解任)未届出違反(安全規則第19条)

5 5

タクシー 2022 10 14

名鉄岡崎タクシー株式会
社（法人番号
9180301002140)代表者
竹中崇晶

愛知県岡崎市戸崎元町5
番地1号

本社営業所
愛知県岡崎市戸
崎元町5番地1号

輸送施設の使用停止
(10日車)

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和4年5月24日、監査方針に基づき、監査を実施。1件の違反が認めら
れた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規
則第38条第1項)

13 1



貨物 2022 10 17
港町運輸株式会社（法人
番号1011701014121）
代表者：齋藤とも子

東京都江戸川区篠崎町
３－１－１６

本社
東京都江戸川区
篠崎町３－１－
１６－１２

事業停止（3日間）、
輸送施設の使用停止
（270日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の2、道路運送車両
法第48条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和3年4月13日、同年
10月20日及び同年11月1日、監査を実施。10件の違反が認められた。
(1)乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条
第4項）、(2)点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第7条）、(3)運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第9条）、(4)運行指示書の作成義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条の3第1～3項）、(5)運転者に対する指導監督違反等
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、(6)高齢運転者に
対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項）、(7)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第10条第2項）、(8)定期点検整備の実施違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第48条）、(9)
無車検運行（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車
両法第58条第1項）、(10)事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事
業法第9条第1項）

35 35

貸切バス 2022 10 17

有限会社葵ジャパン（法
人番号
5100002025484）代表
者諏訪和也

長野県松本市県2丁目7
番22号

本社営業所
長野県松本市清
水2丁目8番48号

文書警告（処分日車
数20日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

道路運送法（以下
「法」）第15条第1
項及び法第27条第3
項

令和4年7月14日、監査実施。4件の違反が認められた。（1）事業計画
変更認可違反（道路運送法第15条第1項）（2）点呼の記録記載不備
（旅客自動車運送事業運輸規則（以下、「運輸規則」）第24条第5項）
（3）運転者に対する指導監督の記録義務違反（運輸規則第38条第1
項）（4）運行管理補助者の解任届出違反（運輸規則第68条）

2 2

貨物 2022 10 18 小山聡
栃木県栃木市岩舟町下
津原１１８－１４

本店
栃木県栃木市岩
舟町下津原１１
８－１４

輸送施設の使用停止
（200日車）、輸送の
安全確保命令

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第8条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和3年12月8日、令和4
年2月18日、同年3月16日及び同年4月14日、監査を実施。15件の違反
が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第4項）、(2)疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第3条第6項）、(3)点呼の実施義務違反等（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条）、(4)乗務等記録の記載事項違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第8条）、(5)乗務等記録の改ざん・不実
記載（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条）、(6)運行記録計による
記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、(7)運行記録
計による記録の改ざん・不実記録（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第9条）、(8)運行指示書の作成義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第9条の3第1～3項）、(9)運転者に対する指導監督違反等（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、(10)初任運転者に対する指
導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、(11)事
業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、(12)事
業の適確な遂行に係る遵守事項のうち社会保険等未加入（貨物自動車
運送事業法第24条の4、貨物自動車運送事業法施行規則第14条第1項第2
号）、(13)事業の適確な遂行に係る遵守事項のうち損害賠償の支払い能
力確保義務違反（貨物自動車運送事業法第24条の4、貨物自動車運送事
業法施行規則第14条第1項第3号）、(14)報告義務違反（貨物自動車運
送事業法第60条第1項）、(15)自動車に関する表示義務違反（道路運送
法第95条）

20 20

タクシー 2022 10 18

東京ワールド交通株式会
社（法人番号
9011701010600）代表
者森啓

東京都江戸川区中葛西
5-32-5郡山ﾋﾞﾙ302号室

本社
東京都江戸川区
中葛西5-32-5郡
山ﾋﾞﾙ302号室

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第３８条第
１項

令和4年7月22日及び令和4年8月9日、救護義務違反があった旨公安委員
会からの通知を端緒として監査を実施。1件の違反が認められた。(1)運
転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第
1項)

0 0

貸切バス 2022 10 18
里見交通有限会社（法人
番号5040002068440）
代表者中山勝司

千葉県袖ヶ浦市蔵波台
5-18-3

東京営業所
東京都江戸川区
東葛西9-14-23-
206

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第7条の2第
1項

令和3年10月22日及び令和3年11月9日、定期的な監査を実施。1件の違
反が認められた。(1)運送引受書の記載事項の不備(旅客自動車運送事業
運輸規則第7条の2第1項)

0 0

貸切バス 2022 10 18
株式会社亜希プロ（法人
番号5011801013515）
代表者關三治

東京都足立区東保木間
2-30-7

本社営業所
東京都足立区東
保木間2-30-7

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第28条の2
第1項

令和3年11月22日、観光庁からの通知を端緒に監査を実施。2件の違反
が認められた。(1)運行指示書の記載事項の不備(旅客自動車運送事業運
輸規則(以下｢運輸規則｣)第28条の2第1項)､(2)運転者に対する指導監督
義務違反(運輸規則第38条第1項)

0 0

貸切バス 2022 10 18

有限会社ＮＩＣＥＴＲＡ
ＶＥＬＩＮＧＳＥＲＶＩ
ＣＥ（法人番号
9050002016923）代表
者門井康博

茨城県下妻市渋井186 本社営業所
茨城県下妻市渋
井186

輸送施設の使用停止
（80日車）

道路運送法第9条の2
第1項

令和4年1月12日、定期的な監査を実施。4件の違反が認められた。(1)
運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2第1項)､(2)運送引受書
の記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第7条
の2第1項)､(3)運行指示書の記載事項の不備(運輸規則第28条の2第1項)､
(4)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)

8 8

貸切バス 2022 10 18

株式会社ロケバスネット
（法人番号
9013303002901）代表
者多田和馬

東京都豊島区目白4-21-
7

本社営業所
東京都足立区鹿
浜2-25-1さくら
3-302号

文書警告（処分日車
数20日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第2
項

令和4年7月14日、定期的な監査を実施。6件の違反が認められた。(1)
安全管理規程の設定･届出義務違反(道路運送法(以下｢運送法｣)第22条の
2第1項)､(2)安全統括管理者の選任解任届出違反(運送法第22条の2第5
項)､(3)運送引受書の記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則(以
下｢運輸規則｣)第7条の2第1項)､(4)乗務時間等告示の遵守違反(運輸規則
第21条第1項)､(5)運行指示書の記載事項の不備(運輸規則第28条の2第1
項)､(6)初任運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)

2 2

貸切バス 2022 10 18

株式会社ワンダフル観光
（法人番号
4011801036079）代表
者雪田省吾

東京都足立区西保木間
2-8-9國井コーポ303号
室

本社営業所
東京都足立区西
保木間2-8-9國井
コーポ101号室

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和4年9月5日、定期的な監査を実施。2件の違反が認められた。(1)運
転者に対する指導監督等義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条
第1項)､(2)報告義務違反(道路運送法第94条第1項)

0 0

貸切バス 2022 10 18

軽井沢バス株式会社（法
人番号
6100001008753）代表
者小池徹

長野県上田市常田2-29-
13

東京営業所

東京都江戸川区
南葛西3-4-13ク
リスタルタワー
201

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第24条第5
項

令和4年7月27日及び令和4年8月3日、定期的な監査を実施。2件の違反
が認められた。(1)点呼の記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則
(以下｢運輸規則｣)第24条第5項)､(2)運転者に対する指導監督義務違反
(運輸規則第38条第1項)

0 0

貸切バス 2022 10 18

株式会社えびす交通（法
人番号
6050002008460）代表
者辻川孝明

愛知県清須市春日中沼
53

埼玉営業所
埼玉県三郷市彦
成3-210-2

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和4年7月26日、定期的な監査を実施。1件の違反が認められた。(1)
運転者に対する指導監督等義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38
条第1項)

0 0

貸切バス 2022 10 18

ヤマハル観光株式会社
（法人番号
2050001037051）代表
者塚本好春

茨城県下妻市下妻乙
311-7

本社営業所
茨城県下妻市下
妻乙311-7

文書警告（処分日車
数20日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第5
項

令和4年9月6日、定期的な監査を実施。2件の違反が認められた。(1)疾
病のおそれのある乗務(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)
第21条第5項)､(2)輸送の安全にかかわる公表情報の報告義務違反(運輸
規則第47条の7第1項)

2 2

貸切バス 2022 10 18
株式会社テトラ（法人番
号3060001012408）代
表者松本善明

栃木県那須塩原市四区
町743-14

本社営業所
栃木県那須塩原
市四区町743-89

文書警告（処分日車
数10日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和4年7月19日及び令和4年9月6日、定期的な監査を実施。1件の違反
が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事
業運輸規則第38条第1項)

1 1



貨物 2022 10 19

鶴田貨物自動車株式会社
（法人番号
7420001008200）代表
者松山靖

青森県北津軽郡鶴田町
大字鶴田字早瀬150番地
1号

本社営業所
青森県北津軽郡
鶴田町大字鶴田
字早瀬150-1

輸送施設の使用停止
（50日車）及び文書
警告

法第17条第1項第1
号、法第17条第4項

令和4年1月28日及び3月8日、飲酒運転を端緒として監査を実施した結
果、6件の違反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反（安全
規則第3条第4項）【未遵守計16件以上】、（2）乗務時間等の基準の遵
守違反（安全規則第3条第4項）【乗務時間等告示なお書きの遵守違
反】、（3）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項、第2項、第3
項）、（4）乗務等の記録義務違反（安全規則第8条）、（5）運転者に
対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）、（6）初任運転者
に対する適性診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）

5 5

貨物 2022 10 19

勅使川原産業株式会社
（法人番号
5180001097947）代表
者勅使川原賢

愛知県あま市新居屋山
131番地1

青森営業所
青森県五所川原
市大字金山字
亀ヶ岡46-19

輸送施設の使用停止
（80日車）

法第17条第1項第1
号、法第17条第4項

令和3年9月28日及び11月15日、監査方針を端緒として監査を実施した
結果、5件の違反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反（安
全規則第3条第4項）【未遵守計16件以上】、（2）乗務時間等の基準の
遵守違反（安全規則第3条第4項）【乗務時間等告示なお書きの遵守違
反】、（3）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項、第2項、第3
項）、（4）運行指示書の作成義務違反（安全規則第9条の3第1項）、
（5）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）

8 8

貨物 2022 10 19

株式会社弥生トランス
ポート（法人番号
2050002044212）代表
者：塚原みどり

茨城県古河市諸川４６
６－３０

本社
茨城県古河市諸
川字大日前４６
６－３０

事業停止（37日
間）、輸送施設の使
用停止（317日車）、
輸送の安全確保命令

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の2、道路運送車両
法第50条第1項

酒気帯び運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和3
年8月11日、同年8月24日、同年9月2日、同年9月9日、同年10月21日及
び同年12月23日、監査を実施。24件の違反が認められた。(1)乗務時間
等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、
(2)疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第
6項）、(3)点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
7条）、(4)乗務等記録の記載事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第8条）、(5)運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第9条）、(6)運転者台帳の作成義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第9条の5第1項）、(7)運転者台帳の記載事項違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項）、(8)運転者に対する
指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、
(9)初任運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第10条第2項）、(10)初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、(11)整備不良車両等
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第41
条）、(12)定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第3条の2、道路運送車両法第48条）、(13)点検整備記録簿の保存義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第
49条）、(14)整備管理者の選任義務違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第3条の2、道路運送車両法第50条第1項）、(15)整備管理者の虚
偽届出（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法

68 68

貨物 2022 10 19
株式会社ミナト運輸（法
人番号8180001120383)
代表者板橋一夫

愛知県名古屋市港区稲
永四丁目8番7-608号

蟹江営業所
愛知県海部郡蟹
江町城四丁目340
番地

輸送施設の使用停止
(100日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和3年12月8日､監査方針に基づき､監査を実施｡11件の違反が認められ
た｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第4項)､(2)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
3条第6項)､(3)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条の4)､(4)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)､(5)点呼の記録義務違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(6)点呼の記録記載事項不備
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(7)運行指示書の作成義
務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)､(8)特定の運
転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
10条第2項)､(9)一般講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第23条第1項)､(10)運行管理者の選任解任届出違反(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第19条)､(11)事業報告書及び事業実績報告書未提出(貨
物自動車運送事業法第60条第1項)

10 10

貨物 2022 10 19

アイライフマネージメン
ト株式会社（法人番号
1180001114648)代表者
石田良幹

愛知県名古屋市中川区
柳森町502番地

中川営業所
愛知県名古屋市
中川区柳森町502
番地

輸送施設の使用停止
(70日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和3年12月20日､監査方針に基づき､監査を実施｡10件の違反が認めら
れた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条
第1項第4号)､(2)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3
条第6項)､(3)整備管理者の解任届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条の2)､(4)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条第1項及び第2項)､(5)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第7条第5項)､(6)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第8条)､(7)運転者台帳の作成義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(8)運転者台帳の記載事項等
不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(9)特定の運転
者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10
条第2項)､(10)事業報告書及び事業実績報告書未提出(貨物自動車運送事
業法第60条第1項)

7 7

貨物 2022 10 19

サクラ運輸商事株式会社
（法人番号
1180001114053)代表者
桜木信吾

愛知県名古屋市港区八
百島二丁目104番地

名古屋営業
所

愛知県名古屋市
港区八百島二丁
目104番地

輸送施設の使用停止
(200日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和3年12月21日､監査方針に基づき､監査を実施｡10件の違反が認めら
れた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条
第1項第4号)､(2)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3
条第6項)､(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第1項及び第2項)､(4)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条第5項)､(5)点呼の記録不実記載(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条第5項)､(6)点呼の記録保存義務違反(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第7条第5項)､(7)乗務等の記録不実記載(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第8条)､(8)乗務等の記録保存義務違反(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第8条)､(9)運行記録計による記録不実記載(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第9条)､(10)運行記録計による記録保存義務
違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)

20 20

貨物 2022 10 19
ＯＭＧ株式会社（法人番
号7180001118296)代表
者加藤智樹

愛知県一宮市萩原町高
木字佐名坪50番

本社営業所
愛知県一宮市萩
原町高木字佐名
坪50

輸送施設の使用停止
(100日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和4年2月17日､無免許運転を端緒として､監査を実施｡6件の違反が認
められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第4項)､(2)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条第6項)､(3)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第7条第5項)､(4)運行記録計による記録不実記録(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第9条)､(5)運行指示書の記載事項不備(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)､(6)運行管理者に対する指導監督
義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条)

10 10



貨物 2022 10 19
株式会社東端運輸（法人
番号7180301016191)代
表者大橋郁夫

愛知県安城市東端町白
萩29番地1

本社営業所
愛知県安城市東
端町白萩29番地1

輸送施設の使用停止
(110日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和4年2月28日及び令和4年3月7日並びに令和4年4月8日､死亡事故を
引き起こしたこと等を端緒として､監査を実施｡9件の違反が認められ
た｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第
1項第4号)､(2)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第4項)､(3)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条第6項)､(4)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)､(5)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第7条第5項)､(6)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第7条第5項)､(7)乗務等の記録記載事項不備(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第8条)､(8)運転者に対する指導監督義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(9)特定の運転者に対
する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項)

11 11

貨物 2022 10 19
丸加運輸株式会社（法人
番号3190001005745)代
表者加田潔

三重県鈴鹿市須賀町753
番地2

鈴鹿営業所
三重県鈴鹿市須
賀町字乾縄686-1

輸送施設の使用停止
(50日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第6条第1
項第1号

令和3年12月7日､死亡事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡7件の違反が認められた｡(1)配置車両数違反(貨物自動車運送事業法
施行規則第6条第1項第1号)､(2)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(3)健康診断未受診(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第3条第6項)､(4)点呼の実施義務違反(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(5)点呼の記録記載事項不
備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(6)運転者に対する指
導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(7)運
転者に対する指導監督記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第10条第1項)

5 5

タクシー 2022 10 19

近永タクシー有限会社
（法人番号
1500002023609）代表
者兵頭武仁

愛媛県北宇和郡鬼北町
大字近永956

本社営業所
愛媛県北宇和郡
鬼北町大字近永
956

輸送施設の使用停止
（10日車）、文書警
告

道路運送法第27条第
3項

令和4年7月26日、労働局からの通報を端緒として監査を実施したとこ
ろ、3件の違反が確認された。(1)運転者に対する点呼が確実になされて
いなかったこと（運輸規則第24条第1項、第2項）、(2)運転者に対する
点呼の実施内容が不適切であったこと（運輸規則第24条第1項、第2
項）、(3)運転者の乗務について定められた事項の記録が不適切であっ
たこと（運輸規則第25条第3項、第4項）

1 1

貨物 2022 10 20
株式会社SPB-NC(法人
番号6240001019638)代
表者木下昌幸

広島県広島市中区八丁
堀6-38Ｆ

西原営業所
広島県広島市安
佐南区西原3丁目
9-14

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和4年9月2日、情報提供を端緒として監査を実施。5件の違反が認め
られた。(1)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以
下「安全規則」)第7条第5項)、(2)乗務等の記録事項義務違反(安全規則
第8条第1項)、(3)乗務等の記録保存義務違反(安全規則第8条第1項)、
(4)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(5)運転
者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)

0 0

乗合バス 2022 10 20

アルピコ交通株式会社
（法人番号
1100001014104）代表
者小林史成

長野県松本市井川城2丁
目1番1号

大阪営業所
大阪府大阪市大
正区北恩加島1丁
目7番17号

警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年7月29日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。｢旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対し
て行う指導及び監督の指針｣による運転者に対する指導監督義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

貨物 2022 10 21
有限会社Ｉテック（法人
番号5120102013288）
代表者石﨑武

大阪府堺市東区石原町4
丁82番

本社
大阪府堺市美原
区今井404番5-
201号

警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和4年9月12日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。1件の違
反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転
者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する特別な指
導及び運転適性診断受診義務違反【運転適性診断の受診状況】（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）

0 0

貨物 2022 10 21
奥野運送株式会社（法人
番号1120101040956）
代表者北村翔太

大阪府泉佐野市上之郷
1565番地1

本社
大阪府泉佐野市
上之郷1565番地1

警告
貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和4年8月22日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。4件
の違反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運
転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）(3)点
呼の記録違反【記録】【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5
項）、（4）乗務等の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第8
条）

0 0

貨物 2022 10 21
流通鳥取有限会社(法人
番号2270002000829)代
表者江原剛

鳥取県鳥取市湖山町西
3-566-1

本社
鳥取県鳥取市湖
山町西三丁目
566-1

文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
9条第3項前段、法第
17条第4項

令和4年8月16日及び同年10月12日、情報提供を端緒として監査を実
施。8件の違反が認められた。(1)事業計画の変更事前届出違反(貨物自
動車運送事業法施行規則第6条第１項第１号)、(2)点呼の記録事項義務
違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第7条第5
項)、(3)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条第1項)、(4)運転者
台帳の作成義務違反（安全規則第9条の5第1項）、（5）運転者台帳の
記載事項義務違反（安全規則第9条の5第1項）、（6）運転者台帳の保
存義務違反（安全規則第9条の5第2項）、（7）運転者に対する指導監
督義務違反（安全規則第10条第1項）、（8）特定の運転者に対する特
別な指導義務違反（安全規則第10条第2項）

0 0

タクシー 2022 10 21
東宝交通株式会社（法人
番号7180301010335)代
表者足立元

愛知県豊川市新栄町一
丁目1番地

国府営業所
愛知県豊川市国
府町岡本43番地
34号

輸送施設の使用停止
(51日車)及び文書警
告

旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第5
項

令和4年6月2日、監査方針に基づき、監査を実施。8件の違反が認めら
れた。(1)健康診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第5項)､
(2)点呼の実施義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第1項及び
第2項)､(3)点呼の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第24
条第5項)､(4)乗務員台帳の作成､備付義務違反(旅客自動車運送事業運輸
規則第37条第1項)､(5)特定の運転者に対する指導義務違反(旅客自動車
運送事業運輸規則第38条第2項)､(6)特定の運転者に対する運転適性診断
未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)､(7)補助者の要件違
反(旅客自動車運送事業運輸規則第47条の9第3項)､(8)一般講習受講義務
違反(旅客自動車運送事業運輸規則第48条の4第1項)

6 6

貸切バス 2022 10 21
株式会社東海バス（法人
番号3080101013304）
代表者眞野大輔

静岡県伊東市渚町２番
地２８号

沼津営業所

静岡県沼津市大
平字中堀合
1791、1790-1、
1792-1、1793-1

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第7条の2第
1項

令和4年9月13日、監査方針に基づき、監査を実施。1件の違反が認めら
れた。(1)運送引受書記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第7条
の2第1項)

0 0

貨物 2022 10 24
丸共通運株式会社（法人
番号1180301015538)代
表者鈴木朝生

愛知県碧南市浜田町4丁
目34番地

衣浦営業所
愛知県碧南市浜
町2番地13

輸送施設の使用停止
(20日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和4年2月25日､監査方針に基づき､監査を実施｡3件の違反が認められ
た｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第4項)､(2)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第7条第5項)､(3)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第8条)

2 2

乗合バス 2022 10 24
山交ﾊﾞｽ株式会社（法人
番号4390001002259）
代表者髙橋智

山形県山形市清住町1丁
目1番20号

山形営業所
山形県山形市清
住町1丁目1番20
号

文書警告 法第27条第3項
令和4年9月29日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、1件の違
反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反（運輸規則第
38条第1項）

0 0

貸切バス 2022 10 24

加西親栄自動車有限会社
(法人番号
9140002062280)代表者
増田孝夫

兵庫県加西市大内町609
番地1号

本社
兵庫県加西市大
内町610番地5号

警告(処分日車数30日
車のため、一般貸切
旅客自動車運送事業
者に対する行政処分
等の基準3．(6)によ
る)

道路運送法第27条第
3項

令和4年9月8日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。2件の違反
が認められた。(1)運送引受書の交付義務違反【記載事項の不備】(旅客
自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第7条の2第1項)、(2)運行指
示書の作成等義務違反【記載事項等の不備】(運輸規則第28条の2第1
項)

6 3

貸切バス 2022 10 24
株式会社つばさ(法人番
号5140001078091)代表
者遠山保二

兵庫県川西市多田桜木1
丁目9番22号

灘
兵庫県神戸市灘
区大石東町3丁目
21番

警告(処分日車数10日
車のため、一般貸切
旅客自動車運送事業
者に対する行政処分
等の基準3．(6)によ
る)

道路運送法第27条第
3項

令和4年7月12日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。乗務等の記録義務違反【記録事項の不備】(旅客自動車
運送事業運輸規則第25条第1項、第2項、第4項)

4 1



貨物 2022 10 25

知床運輸有限会社（法人
番号８４６２５０２００
１０６７）代表者蓮井千
代利

北海道標津郡標津町伊
茶仁３８番地３

本社営業所
北海道標津郡標
津町伊茶仁３８
番地３

輸送施設の使用停止
（８０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
９条第１項、法第１
７条第１項第１号、
法第１７条第１項第
２号、法第１７条第
４項、法第６０条第
１項

令和４年５月１９日、公安委員会からの通報等を端緒として監査を実
施。１２件の違反が認められた。（１）事業計画変更認可義務違反
［自動車車庫の位置及び収容能力］（貨物自動車運送事業法施行規則
第２条第１項第４号）、（２）乗務時間等の基準の遵守義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４
項）、（３）整備管理者の選任（変更）届出義務違反（安全規則第３
条の２）、（４）点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１項、第２
項、第３項）、（５）点呼の記録事項義務違反（安全規則第７条第５
項）、（６）点呼の記録保存義務違反（安全規則第７条第５項）、
（７）乗務等の記録保存義務違反（安全規則第８条）、（８）運行記
録計による記録義務違反（安全規則第９条）、（９）運行記録計によ
る記録保存義務違反（安全規則第９条）、（１０）運転者に対する指
導監督義務違反（安全規則第１０条第１項）、（１１）特定運転者に
対する適性診断受診義務違反（安全規則第１０条第２項）、（１２）
報告義務違反（貨物自動車運送事業法第６０条第１項）

8 8

貨物 2022 10 25

株式会社青函運輸（法人
番号５４４０００１００
１０２３）代表者田中照
信

北海道上磯郡木古内町
字新道１０７番地の６

余市営業所
北海道余市郡余
市町栄町４４番
地８

輸送施設の使用停止
（１０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項第１
号、法第１７条第４
項

令和４年６月２日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を端
緒として監査を実施。４件の違反が認められた。（１）乗務時間等の
基準の遵守義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全
規則」）第３条第４項）、（２）点呼の記録事項義務違反（安全規則
第７条第５項）、（３）運行指示書の記載事項義務違反（安全規則第
９条の３第１項）、（４）運転者に対する指導監督義務違反（安全規
則第１０条第１項）

1 1

貨物 2022 10 25
株式会社オカダ（法人番
号９４３０００１０４１
５１２）代表者岡田恵太

北海道札幌市白石区北
郷３条３丁目１３－１
７

恵庭営業所
北海道恵庭市戸
磯５３６番地１
６

輸送施設の使用停止
（７０日車）

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項第２
号、法第２４条

令和４年６月１６日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を
端緒として監査を実施。２件の違反が認められた。（１）無車検運行
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条の２）、（２）事故の届出
義務違反（貨物自動車運送事業法第２４条）

7 7

貨物 2022 10 25

株式会社新開エクスプレ
ス（法人番号８４３００
０１０５４８７８）代表
者佐藤哲也

北海道苫小牧市新明町
１丁目６番７号

本社営業所
北海道苫小牧市
新明町１丁目６
番７号

輸送施設の使用停止
（２０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
９条第１項、法第１
７条第１項第１号、
法第１７条第１項第
２号、法第１７条第
４項、法第６０条第
１項、道路運送法第
９５条

令和４年６月２０日及び令和４年７月６日、関係機関からの情報を端
緒として監査を実施。９件の違反が認められた。（１）事業計画変更
認可義務違反［乗務員の休憩・睡眠施設の位置及び収容能力］（貨物
自動車運送事業法施行規則第２条第１項第５号）、（２）乗務時間等
の基準の遵守義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安
全規則」）第３条第４項）、（３）整備管理者の研修受講義務違反
（安全規則第３条の４）、（４）点呼の記録事項義務違反（安全規則
第７条第５項）、（５）乗務等の記録事項義務違反（安全規則第８
条）、（６）事故の記録事項義務違反（安全規則第９条の２）、
（７）特定運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第１０条
第２項）、（８）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第６０条第１
項）、（９）自動車に関する表示義務違反（道路運送法第９５条）

2 2

貨物 2022 10 25

下重建設興業株式会社
（法人番号５４６０１０
１０００７２４）代表者
下重博昭

北海道帯広市東１５条
南４丁目１－５４

本社営業所
北海道中川郡幕
別町千住３９７
－５５

輸送施設の使用停止
（７０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項第１
号、法第１７条第１
項第２号、法第１７
条第４項、法第６０
条第１項

令和４年７月７日、関係機関からの情報を端緒として監査を実施。９
件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４
項）、（２）疾病・疲労等のおそれのある乗務（安全規則第３条第６
項）、（３）整備管理者の研修受講義務違反（安全規則第３条の
４）、（４）点呼の記録義務違反（安全規則第７条第５項）、（５）
運行記録計による記録義務違反（安全規則第９条）、（６）運転者台
帳の記載事項義務違反（安全規則第９条の５第１項）、（７）運転者
に対する指導監督義務違反（安全規則第１０条第１項）、（８）特定
運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第１０条第２項）、
（９）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第６０条第１項）

7 7

貨物 2022 10 25

株式会社ホシダ陸送（法
人番号
3070001018362）代表
者：星田晴幸

群馬県北群馬郡吉岡町
下野田１２１３－２

本社
群馬県北群馬郡
吉岡町下野田１
２１３－２

輸送施設の使用停止
（90日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和3年11月16日及び令
和4年3月9日、監査を実施。7件の違反が認められた。(1)乗務時間等告
示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、(2)疾
病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6
項）、(3)点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条）、(4)乗務等記録の記載事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第8条）、(5)運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第9条）、(6)運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第10条第1項）、(7)整備管理者の研修受講義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4）

9 9

貨物 2022 10 25

株式会社齊藤豊元社（法
人番号
9050001001034）代表
者：齊藤元司

茨城県水戸市東台１－
１２－１６

本社
茨城県水戸市東
台１－１２－１
６

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の2、道路運送車両
法第58条第1項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年6月7日、監査を
実施。1件の違反が認められた。(1)無車検運行（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条の2、道路運送車両法第58条第1項）

6 6

貨物 2022 10 25

株式会社千葉スワロート
ラック（法人番号
1011701012835）代表
者：藤川守

東京都江戸川区中葛西
３－２９－１

本社
千葉県八街市四
木１０１４－３

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和4年5
月12日、佐倉営業所（監査後廃止）に対し監査を実施。6件の違反が認
められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第3条第4項）、(2)点呼記録の記載事項違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第7条第5項）、(3)運転者に対する指導監督違反等（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、(4)定期点検整備の実
施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法
第48条）、(5)事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3
項）、(6)自動車に関する表示義務違反（道路運送法第95条）

2 2

貨物 2022 10 25
丸正運輸有限会社（法人
番号5180302023560)代
表者新井勝

愛知県豊田市寿町8丁目
23番地5

本社営業所
愛知県豊田市寿
町八丁目23番地5

輸送施設の使用停止
(250日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和3年11月16日及び令和4年1月24日､監査方針及び酒気帯び運転によ
る事故を端緒として､監査を実施｡12件の違反が認められた｡(1)事業計
画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)､
(2)乗務時間等基準告示の設定違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
3条第4項)､(3)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第4項)､(4)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条第6項)､(5)整備管理者の選任解任届出違反(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第3条の2)、(6)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(7)点呼の記録記載事項不備(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(8)運行記録計による記録
義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(9)運転者に対する
指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(10)
特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第2項)､(11)運行管理者に対する指導監督義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第22条)､(12)損害賠償の支払能力確保義務違
反(貨物自動車運送事業法施行規則第14条第3号)

25 25



貨物 2022 10 25
有限会社上倉建材（法人
番号7080002009331)代
表者上倉一仁

静岡県静岡市清水区山
原316-3

本社営業所
静岡県静岡市清
水区山原字宮前
316-3

事業停止(7日間)及び
輸送施設の使用停止
(130日車)並びに文書
警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和4年5月12日､公安委員会からの通知があったことから､監査を実施｡
8件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)不正改造車両運行違反(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第3条の2)､(3)過積載運行禁止違反(貨物自動車
運送事業法第17条第3項)､(4)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第8条)､(5)運行記録計による記録義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第9条)､(6)運転者台帳の記載事項等不備(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(7)運転者に対する指導
監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(8)過積
載運行容認(貨物自動車運送事業法第17条第3項)

13 13

タクシー 2022 10 25

株式会社網走ハイヤー
（法人番号８４６０３０
１００３０６１）代表者
小澤友基隆

北海道網走市新町２丁
目２２－２

小清水営業
所

北海道斜里郡小
清水町小清水５
１９

輸送施設の使用停止
（１０日車）及び文
書警告

道道路運送法第２７
条第３項

令和４年８月１日、長期未監査を端緒として監査を実施。５件の違反
が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守義務違反（旅客自動車
運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第２１条第１項）、（２）点
呼の実施義務違反（運輸規則第２４条第１項、第２項）、（３）点呼
の記録義務違反（運輸規則第２４条第５項）、（４）運転者に対する
指導監督義務違反（運輸規則第３８条第１項）、（５）運転者に対す
る指導監督の記録義務違反（運輸規則第３８条第１項）

1 1

乗合バス 2022 10 25
函館バス株式会社（法人
番号１４４０００１００
１７３７）代表者森健二

北海道函館市高盛町１
０－１

函館営業所
北海道函館市高
盛町１０－１

文書警告
道道路運送法第２７
条第３項

令和４年９月８日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を端
緒として監査を実施。２件の違反が認められた。（１）乗務時間等の
基準の遵守義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規
則」）第２１条第１項）、（２）点呼の記録事項義務違反（運輸規則
第２４条第５項）

0 0

貨物 2022 10 26

ｼﾞｬﾊﾟﾝﾌｰﾄﾞﾗｲﾝ株式会社
（法人番号
7370001020425）代表
者菅野幸浩

宮城県仙台市宮城野区
中野5丁目4番31号ﾘｼｪｽ
港201

福島営業所
福島県伊達市保
原町字千刈27-1

輸送施設の使用停止
（40日車）及び文書
警告

法第17条第1項1
号、法第17条第4項

令和4年4月19日及び28日、監査方針を端緒として監査を実施した結
果、6件の違反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反（安全
規則第3条第4項）【未遵守16件以上】、（2）乗務時間等の基準の遵守
違反（安全規則第3条第4項）【乗務時間等告示なお書きの遵守違
反】、（3）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項、第2項、第3
項）、（4）点呼の記録義務違反（安全規則第7条第5項）、（5）運行
指示書の携行義務違反（安全規則第9条の3第1項）、（6）運転者に対
する指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）

4 4

貨物 2022 10 26

株式会社ユーエムサービ
ス（法人番号
3011701009334）代表
者：門馬幸夫

東京都江戸川区篠崎町
２－１１－１９－２０
５

本社
東京都江戸川区
篠崎町２－１１
－１９－２０５

事業停止（30日
間）、輸送施設の使
用停止（120日車）、
輸送の安全確保命令

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第18条
第1項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年1月13日及び同
年1月19日、監査を実施。11件の違反が認められた。(1)乗務時間等告
示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、(2)疾
病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6
項）、(3)点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条
第1～3項）、(4)乗務等記録の記載事項違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第8条）、(5)運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第10条第1項）、(6)高齢運転者に対する指導監督違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、(7)初任・高齢
運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第2項）、(8)定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第48条）、(9)点検整備記録
簿の保存義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路
運送車両法第49条）、(10)運行管理者の選任義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第18条第1項）、(11)自動車に関する表示義務違反
（道路運送法第95条）

42 42

貨物 2022 10 26
太陽急配株式会社（法人
番号3180001031115)代
表者秋田幸二

愛知県名古屋市中村区
稲西町26

本社営業所
愛知県名古屋市
中村区稲西町26

輸送施設の使用停止
(140日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和4年6月8日､監査方針に基づき､監査を実施｡9件の違反が認められ
た｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第
1項第4号)､(2)配置車両数違反(貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1
項第1号)､(3)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第
6項)､(4)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第
1項及び第2項)､(5)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第7条第5項)､(6)点呼の記録不実記載(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第7条第5項)､(7)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(8)特定の運転者に対する運転適性
診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(9)一般講
習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)

14 14

貨物 2022 10 26
有限会社ＩＳＢ（法人番
号1180302011783)代表
者石川信吾

愛知県豊橋市細谷町字
中尾139番地1

本社営業所
愛知県豊橋市細
谷町字中尾139番
地1

輸送施設の使用停止
(130日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和4年5月25日､監査方針に基づき､監査を実施｡11件の違反が認められ
た｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第
1項第4号)､(2)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第4項)､(3)一の運行の勤務時間遵守違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第3条第4項)､(4)健康診断未受診(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第6項)､(5)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)､(6)点呼の記録義務違
反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(7)点呼の記録記載事
項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(8)運行指示書の
作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)､(9)運
転者台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第
1項)､(10)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第9条の5第1項)､(11)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)

13 13

貨物 2022 10 26

株式会社ＪＡＰＡＮＴＲ
ＡＮＳＰＯＲＴＥＲ．
（法人番号
6190001020155)代表者
イビノソンフランシス
フェリックス

三重県志摩市阿児町神
明1887番地2

本社営業所
三重県志摩市阿
児町神明1887番
地2

輸送施設の使用停止
(70日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第2号

令和4年3月29日及び令和4年6月20日､監査方針に基づき､監査を実施｡
12件の違反が認められた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送
事業法施行規則第2条第1項第2号)､(2)事業計画の変更認可違反(貨物自
動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)､(3)事業計画の変更認可違反
(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第5号)､(4)配置車両数違反
(貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1号)､(5)整備管理者の選
任解任届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)､(6)整備管
理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4)､
(7)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5
項)､(8)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
8条)､(9)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第9条)､(10)一般講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第23条第1項)､(11)運行管理者の選任解任届出違反(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第19条)､(12)事業報告書及び事業実績報告書未提出(貨
物自動車運送事業法第60条第1項)

7 7



貨物 2022 10 26

Ｔ・テクノサービス株式
会社（法人番号
7190001019907)代表者
田中榮一

三重県四日市市小古曽
東1丁目3-25

本社営業所
三重県亀山市和
田町字奥安場
1205番地

輸送施設の使用停止
(80日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和4年7月26日､監査方針に基づき､監査を実施｡12件の違反が認められ
た｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第4項)､(2)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
3条第6項)､(3)点呼の実施不適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第1項及び第2項並びに第3項)､(4)点呼の記録義務違反(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)点呼の記録記載事項不備(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(6)事故の記録記載事項不備(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第9条の2)､(7)運行指示書の作成義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)､(8)運転者台帳の作
成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(9)運転
者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第
1項)､(10)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第2項)､(11)特定の運転者に対する運転適性診断未受診
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(12)事業報告書及び事
業実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項)

8 8

貨物 2022 10 26
大石株式会社（法人番号
9180001006160)代表者
大石浩

愛知県名古屋市港区善
進本町71

本社営業所
愛知県名古屋市
港区善進本町71

輸送施設の使用停止
(70日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和4年1月11日､監査方針に基づき､監査を実施｡7件の違反が認められ
た｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第
1項第4号)､(2)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条
第6項)､(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条
第1項及び第2項)､(4)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第7条第5項)､(5)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(6)一般講習受講義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)､(7)運行管理者の解任
届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条)

7 7

貨物 2022 10 26

ＮＸトランスポート株式
会社（法人番号
8013301009305)代表者
内海史夫

東京都千代田区神田和
泉町2

小浜営業所
福井県小浜市上
野第37号30番地1

輸送施設の使用停止
(100日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の2

令和4年3月15日及び令和4年3月18日､監査方針に基づき､監査を実施｡4
件の違反が認められた｡(1)整備管理者の業務不適切(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第3条の2)､(2)定期点検未実施(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条の2)､(3)点検整備記録簿等の記載事項不適切(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第3条の2)､(4)点検整備記録簿等の不実記載(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)

28 10

貨物 2022 10 26

ＮＸトランスポート株式
会社（法人番号
8013301009305)代表者
内海史夫

東京都千代田区神田和
泉町2

敦賀営業所
福井県敦賀市高
野35号下石名田5
番1

輸送施設の使用停止
(105日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の2

令和4年3月15日及び令和4年3月18日､監査方針に基づき､監査を実施｡4
件の違反が認められた｡(1)整備管理者の業務不適切(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第3条の2)､(2)定期点検未実施(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条の2)､(3)点検整備記録簿等の記載事項不適切(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第3条の2)､(4)点検整備記録簿等の不実記載(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)

28 11

貨物 2022 10 26

ＮＸトランスポート株式
会社（法人番号
8013301009305)代表者
内海史夫

東京都千代田区神田和
泉町2

福井支店
福井県福井市浅
水二日町145字金
橋20番

輸送施設の使用停止
(70日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の2

令和4年3月15日､監査方針に基づき､監査を実施｡3件の違反が認められ
た｡(1)整備管理者の業務不適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条
の2)､(2)点検整備記録簿等の記載事項不適切(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条の2)､(3)点検整備記録簿等の不実記載(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第3条の2)

28 7

貨物 2022 10 26
有限会社三栄企業(法人
番号6260002033826)代
表者中村正治

岡山県津山市神戸131番
地2

本社営業所
岡山県津山市神
戸131番地2

輸送施設の使用停止
(30日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号及び同条第4項

令和3年12月24日及び令和4年2月18日、情報提供を端緒として監査を
実施。10件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)疾病、
疲労等のおそれのある乗務禁止違反(安全規則第3条第6項)、(3)点呼の
実施義務違反(安全規則第7条第1項、第2項及び第3項)、(4)点呼の記録
事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(5)乗務等の記録事項義務違反(安
全規則第8条第1項)、(6)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9
条)、(7)運行記録計による記録保存義務違反(安全規則第9条)、(8)運転
者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(9)運転者に対す
る指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(10)特定の運転者に対す
る特別な指導義務違反(安全規則第10条第2項)

3 3

貨物 2022 10 26
朝日産業株式会社(法人
番号7250001002914)代
表者仲田幸太郎

山口県宇部市港町2丁目
5263

本社営業所
山口県宇部市港
町2丁目5263番地

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号及び同条第4項

令和4年9月8日、死亡事故を端緒として監査を実施。6件の違反が認め
られた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)点呼の記録事項義務違反(安全
規則第7条第5項)、(3)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条第1
項)、(4)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(5)
運転者に対する指導監督の記録義務違反(安全規則第10条第1項)、(6)運
転者に対する指導監督の記載事項義務違反(安全規則第10条第1項)

0 0

乗合バス 2022 10 26

有限会社フリーウェイ
（法人番号
8080102017233）代表
者伊藤真治

静岡県富士宮市田中町
７６２番地

フクＣー営
業所

静岡県富士宮市
田中町７６２番
地

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和4年9月28日、監査方針に基づき、監査を実施。2件の違反が認めら
れた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規
則第38条第1項)､(2)運転者に対する指導監督記録義務違反(旅客自動車
運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

貸切バス 2022 10 26

有限会社岩内海同運輸
（法人番号９４３０００
２０５７４１７）代表者
酒井良子

北海道岩内郡岩内町字
御崎６－４

本社営業所
北海道岩内郡岩
内町字御崎６－
４

処分日車数４０日車
のため、一般貸切旅
客自動車運送事業者
に対する行政処分等
の基準３．（６）に
より文書警告

道路運送法第２７条
第３項

令和４年８月３０日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を
端緒として監査を実施。２件の違反が認められた。（１）点呼の実施
義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第２４
条第１項、第２項）、（２）運転者に対する指導監督の記録違反（旅
客自動車運送事業運輸規則第３８条第１項）

4 4

貨物 2022 10 27

アート引越センター株式
会社（法人番号
8122001015081）代表
者寺田政登

大阪府大阪市中央区城
見1丁目2番27号

大阪中央
大阪府大阪市都
島区中野町4丁目
1番20号

警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(放
置行為)が過去1年以内に3件に達した。（1）運転者の指導監督義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2022 10 27

株式会社サカイ引越セン
ター（法人番号
6120101002720）代表
者田島哲康

大阪府堺市堺区石津北
町56

港支社
大阪府大阪市西
区川口4丁目9番
28号

警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(放
置行為)が過去1年以内に3件に達した。（1）運転者の指導監督義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2022 10 27
大和通商株式会社（法人
番号3120901016699）
代表者栗崎尚之

大阪府高槻市日向町24-
1

高槻
大阪府高槻市日
向町24番1号

警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(放
置行為)が過去1年以内に3件に達した。（1）運転者の指導監督義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2022 10 28

アオキ物流株式会社(法
人番号
1120101009621）代表
者青木淳二

大阪府堺市堺区海山町5
丁197番

和泉
大阪府和泉市内
田町1丁目7番61
号

警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4号

令和4年4月21日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。4件の違
反が認められた。（1）（2）点呼の記録違反【記録】【記載事項等の
不備】（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第7条
第5項）、（3）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対
して行う指導及び監督の指針」（以下「指導監督告示」）による運転
者に対する指導及び監督違反【一部不適切】（安全規則第10条第1
項）、（4）指導監督告示による運転者に対する指導及び監督に係る記
録の作成・保存【記載事項等の不備】（安全規則第10条第1項）

0 0

タクシー 2022 10 28

明和タクシー株式会社
(法人番号
9140001014373)代表者
藏野恵司

兵庫県神戸市兵庫区水
木通10丁目2番15号

本社
兵庫県神戸市兵
庫区水木通10丁
目2番15号

警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年7月14日、労働局からの通報を端緒として監査を実施。1件の違
反が認められた。｢旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項の規定に
基づき、事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準｣の
遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項)

0 0



貸切バス 2022 10 28

有限会社ルミナス交通
(法人番号
2140002031416)代表者
小山幸夫

兵庫県三木市細川町細
川中274

本社
兵庫県三木市細
川町細川中273

警告(処分日車数20日
車のため、一般貸切
旅客自動車運送事業
者に対する行政処分
等の基準3．(6)によ
る)

道路運送法第27条第
3項

令和4年9月1日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。点呼の記録義務違反【記載事項の不備】(旅客自動車運
送事業運輸規則第24条第5項)

8 2

貨物 2022 10 31
有限会社フロムワン（法
人番号7180302017180)
代表者藤田浩二

愛知県安城市大山町2-
15-26

本社営業所
愛知県安城市大
山町2-15-26

輸送施設の使用停止
(60日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和4年1月14日､監査方針に基づき､監査を実施｡6件の違反が認められ
た｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第4項)､(2)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
3条第6項)､(3)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条の4)､(4)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)､(5)点呼の記録記載事項不備
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(6)運行指示書の作成義
務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)

6 6

貨物 2022 11 1

有限会社Ｔ・Ｕ・Ｓ（法
人番号
8021002061582）代表
者：田代学

神奈川県足柄上郡松田
町松田庶子１２３７

本社

神奈川県足柄上
郡大井町金子１
０７０－１エ
バーグリーンシ
マダＣ－２０１

事業停止（30日
間）、輸送施設の使
用停止（20日車）

貨物自動車運送事業
法第27条第1項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年2月3日及び同年
3月2日、監査を実施。5件の違反が認められた。(1)整備管理者の研修
受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4）、(2)運行
管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条
第1項）、(3)名義貸し（貨物自動車運送事業法第27条第1項）、(4)報告
義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）、(5)自動車に関する
表示義務違反（道路運送法第95条）

32 32

貨物 2022 11 1
株式会社櫻商会（法人番
号8010801004554）代
表者：森岡洋一

東京都大田区京浜島２
－１４－１１

本社
東京都大田区京
浜島２－１４－
１１

輸送施設の使用停止
（165日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和4年4
月20日、同年4月26及び同年5月11日、監査を実施。10件の違反が認め
られた。(1)乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条第4項）、(2)疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第6項）、(3)点呼の実施義務違反等（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第7条）、(4)乗務等記録の記載事項違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第8条）、(5)運行記録計による記録義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、(6)運転者に対する指導監
督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、(7)初
任・高齢運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第2項）、(8)・初任・高齢運転者に対する適性診断受診義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、(9)定期点
検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路
運送車両法第48条）、(10)運行管理者に対する指導及び監督違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第22条）

17 17

貨物 2022 11 1
株式会社飯島企画（法人
番号2011801019457）
代表者：飯島良之

東京都葛飾区宝町１－
９－１３

本社
東京都葛飾区宝
町１－９－１３

輸送施設の使用停止
（160日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第5項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年4月14日及び同
年4月21日、監査を実施。7件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示
の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、(2)点呼
の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(3)点呼
記録の改ざん（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）、(4)乗
務等記録の記載事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条）、
(5)乗務等記録の改ざん（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条）、
(6)運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第10条第1項）、(7)運行管理者に対する指導及び監督違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第22条）

16 16

貨物 2022 11 1
群馬自工有限会社（法人
番号8070002034288）
代表者：須永重男

群馬県邑楽郡明和町大
輪２１１１

群馬自工有
限会社

群馬県邑楽郡明
和町大輪２１１
１

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年6月9日、監査を
実施。3件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、(2)点呼の記録義務違反等
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）、(3)運転者に対する
指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

3 3

貨物 2022 11 1
株式会社繁丸商事（法人
番号9012701009095）
代表者：繁田世紀

東京都練馬区西大泉２
－１３－１４

新座
埼玉県新座市野
火止２－６－２
６

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
法第24条の4、貨物
自動車運送事業法施
行規則第14条第2号

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和4年5
月19日、監査を実施。7件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の
遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、(2)疾病の
おそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、
(3)点呼記録の記載事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第
5項）、(4)運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第1項）、(5)整備管理者の選任届出違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第52条）、(6)運行管理
者の選任届出違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条）、(7)事
業の適確な遂行に係る遵守事項のうち社会保険等未加入（貨物自動車
運送事業法第24条の4、貨物自動車運送事業法施行規則第14条第2号）

2 2

タクシー 2022 11 1
株式会社大和ﾀｸｼｰ（法人
番号9370001017535）
代表者中村信男

宮城県黒川郡大和町吉
岡字上町62番地の2

本社営業所
宮城県黒川郡大
和町吉岡字上町
62番地2号

輸送施設の使用停止
（90日車）及び文書
警告

道路運送法第27条第
3項

令和4年1月21日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、9件の違
反が認められた｡（1）疾病･疲労等のおそれのある乗務（旅客自動車運
送事業運輸規則（以下｢運輸規則｣）第21条第5項）、（2）点呼の実施
義務違反（運輸規則第24条第1項、第2項）【未実施50件以上】、（3）
点呼の実施義務違反（運輸規則第24条第1項、第2項）【一部実施不適
切】、（4）乗務員台帳の作成義務違反（運輸規則第37条第1項）、
（5）運転者に対する指導監督義務違反（運輸規則第38条第1項）、
（6）運転者に対する指導監督の記録違反（運輸規則第38条第1項）、
（7）高齢運転者に対する指導義務違反（運輸規則第38条第2項）、
（8）高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第38条第2
項）、（9）運行管理補助者の要件違反（運輸規則第47条の9第3項）

9 9

タクシー 2022 11 1

Ｊ．Ｃ．富士株式会社
（法人番号
3011401019179）代表
者姚坤

東京都足立区谷中3-20-
7ファインクロス四番館
402

本社

東京都足立区谷
中3-20-7ファイ
ンクロス四番館
402

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第２４条第
５項

令和4年9月8日、新規許可を受けたことを端緒として監査を実施。4件
の違反が認められた。(1)点呼の記録事項義務違反(旅客自動車運送事業
運輸規則(以下､運輸規則)第24条第5項)､(2)運転者に対する指導監督義
務違反(運輸規則第38条第1項)､(3)初任運転者に対する適性診断受診義
務違反(運輸規則第38条第2項)､(4)報告義務違反(道路運送法第94条第1
項)

0 0

貸切バス 2022 11 1

新光タクシー有限会社
（法人番号
8060002018119）代表
者小堀榮久

栃木県芳賀郡益子町大
字益子1538

本社営業所
栃木県芳賀郡益
子町大字益子
1538

文書警告（処分日車
数10日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第48条の4
第1項

令和4年6月30日、令和4年8月9日及び令和4年9月14日、定期的な監査
を実施。2件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督等義務違
反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第38条第1項)､(2)運
行管理者に対する講習受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項)

1 1

貨物 2022 11 2

秋田丸果運輸株式会社
（法人番号
1410001000576）代表
者高橋良治

秋田県秋田市外旭川字
待合28番地

本社営業所
秋田県秋田市外
旭川字待合28

輸送施設の使用停止
（30日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項1号、法第
17条第4項

令和4年1月18日及び3月9日、監査方針を端緒として監査を実施した結
果、4件の違反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第3条第4項）、（2）
運行指示書の作成義務違反（安全規則第9条の3第1項）、（3）運行指
示書の記載義務違反（安全規則第9条の3第2項）、（4）運転者に対す
る指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）

3 3



貨物 2022 11 2
奥羽運送株式会社（法人
番号8410001003754）
代表者土井商一

秋田県秋田市土崎港西3
丁目14番34号

本社営業所
秋田県秋田市土
崎港西3-14-34

輸送施設の使用停止
（100日車）及び文書
警告

法第17条第1項第1
号、法第17条第1項
第2号、法第17条第
4項、道路運送車両
法48条

令和3年11月18日及び令和4年3月4日、監査方針を端緒として監査を実
施した結果、8件の違反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違
反（安全規則第3条第4項）、（2）疾病･疲労等のおそれのある乗務
（安全規則第3条第6項）、（3）定期点検整備の実施違反（安全規則第
3条の2及び道路運送車両法第48条）、（4）点呼の実施義務違反（安全
規則第7条第1項、第3項）、（5）点呼の記録義務違反（安全規則第7条
第5項）、（6）運行指示書の作成義務違反（安全規則第9条の3第1
項）、（7）運転者台帳の作成義務違反（安全規則第9条の5第1項）、
（8）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）

10 10

貨物 2022 11 2
三重貨物有限会社（法人
番号9190002002190)代
表者寺脇秀二

三重県津市一志町庄村
字南出283-1

本社営業所
三重県津市一志
町庄村字天満
458-6

輸送施設の使用停止
(20日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

令和4年6月6日､監査方針に基づき､監査を実施｡6件の違反が認められ
た｡(1)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)､
(2)運転者台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条
の5第1項)､(3)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第9条の5第1項)､(4)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(5)特定の運転者に対する指導義
務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(6)特定の運転
者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10
条第2項)

2 2

貨物 2022 11 2

株式会社キンキエキスプ
レス（法人番号
8150001017236）代表
者平内運恵

奈良県五條市小島町100
番地の33

本社
奈良県葛城市柿
本85番地25

輸送施設の使用停止
(10日車)

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和4年4月21日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。2件の違反
が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の
勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）点呼の記録違
反【記録】（安全規則第7条第5項）

1 1

貨物 2022 11 2

吉田水産輸送有限会社
(法人番号
5260002010553)代表者
吉田潔

岡山県岡山市東区光津
510番地の1

本社営業所
岡山県岡山市東
区光津510-1

輸送施設の使用停止
(140日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第17
条第1項第1号、第2
号及び同条第4項

令和3年10月5日、及び同年12月17日、情報提供を端緒として監査を実
施。1１件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)乗務時
間等告示のなお書き遵守違反(安全規則第3条第4号)、(3)疾病、疲労等
のおそれのある乗務禁止違反(安全規則第3条第6項)、(4)整備管理者の
研修受講義務違反(安全規則第3条の4)、(5)点呼の実施義務違反(安全規
則第7条第1項、第2項及び第３項)、(6)点呼の記録義務違反(安全規則第
7条第5項)、(7)乗務等の記載事項義務違反(安全規則第8条第1項)、(8)
運転者台帳の作成義務違反（安全規則第9条の5第1項）、(9)運転者に
対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(10)特定の運転者に
対する特別な指導義務違反（安全規則第10条第2項）、(11)特定の運転
者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)

14 14

貨物 2022 11 2

中津ロードサービス株式
会社（法人番号
1320001011269）代表
者安部史郎

大分県中津市大字永添
2333番地の14

本社営業所
大分県中津市大
字永添2333番地
の14

輸送施設の使用停止
（190日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法
17条第1項第2号、
法第17条第4項、法
第24条の3、法第24
条の4、法第60条第
1項、道路運送車両
法第58条第1項

令和4年5月17日、監査実施。17件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下｢安全規
則｣）第3条第4項)、(2)疾病、疲労等のおそれのある乗務(安全規則第3
条第6項)、(3)無車検運行違反(安全規則第3条の2､道路運送車両法第58
条第1項)、(4)整備管理者の研修受講義務違反(安全規則第3条の4)、
(5)･(6)点呼の実施等義務違反(安全規則第7条)、(7)乗務等の記録義務違
反(安全規則第8条)、(8)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、
(9)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(10)運転者台帳の
記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(11)運転者に対する指導
監督違反(安全規則第10条第1項)、(12)運転者に対する指導監督の記録
又は指導監督の記録保存違反(安全規則第10条第1項)、(13)運転者に対
する指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1項)、(14)全従業
員に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第4項)、(15)輸送の安全
に関わる情報の公表違反(貨物自動車運送事業法第24条の3)、(16)損害
賠償責任保険（共済）締結義務違反（貨物自動車運送事業施行規則第
14条第3号）、(17)報告義務違反(貨物自動車運送事業報告規則第2条第
1項)

19 19

貸切バス 2022 11 2

天草くすうら観光バス株
式会社（法人番号
6330001019026）代表
者蓮池伸一

熊本県天草市楠浦町
10444番地15

本社営業所
熊本県天草市楠
浦町10444番地15

輸送施設の使用停止
（60日車）、文書警
告

道路運送法（以下
「法」）第9条の2第
1項、法第27条第3
項

令和3年12月8日、監査実施。4件の違反が認められた。(1)運賃料金事
前届出、運賃料金変更事前届出違反（道路運送法第9条の2第1項）、
(2)運送引受書の記載事項不備違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以
下｢運輸規則｣第7条の2第1項）、(3)乗務等の記録事項義務違反（運輸
規則第25条）、(4)乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条第
1項）

12 12

貨物 2022 11 4

清水臨港通運株式会社
（法人番号
7080001008202)代表者
吉田正伸

静岡県静岡市清水区横
砂1596

本社営業所
静岡県静岡市清
水区横砂1596(横
砂字寺西1596-2)

輸送施設の使用停止
(20日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和4年4月26日､監査方針に基づき､監査を実施｡10件の違反が認められ
た｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第4項)､(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第5項)､(4)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第8条)､(5)運行記録計による記録義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第9条)､(6)運転者台帳の作成義務違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(7)運転者に対する指導監
督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(8)特定の
運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条
第2項)､(9)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第10条第2項)､(10)運行管理補助者の要件違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第18条第3項)

2 2

貨物 2022 11 4

じんのうち運輸株式会社
（法人番号
8300001009787）代表
者陣内規雄

佐賀県三養基郡基山町
大字長野121-1

本社営業所
佐賀県三養基郡
基山町大字長野
121-1

輸送施設の使用停止
（110日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法
17条第1項第2号、
法第17条第4項、道
路運送車両法第48条

令和4年6月27日、監査実施。11件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下｢安全規
則｣）第3条第4項)、(2)乗務時間等の基準なお書き違反(安全規則第3条
第4項)、(3)疾病、疲労等のおそれのある乗務(安全規則第3条第6項)、
(4)定期点検整備の実施違反(安全規則第3条の2、道路運送車両法第48
条)、(5)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(6)点呼の記録事項義務
違反(安全規則第7条第5項)、(7)運行指示書に係る（作成、指示、携
行）義務違反(安全規則第9条の3第1項)、(8)運転者台帳の記載事項義務
違反(安全規則第9条の5第1項)、(9)運転者に対する指導監督違反(安全
規則第10条第1項)、(10)特定運転者に対する特別な指導監督違反(安全
規則第10条第2項)、(11)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(安
全規則第10条第2項)

11 11



タクシー 2022 11 4
株式会社柴田自動車（法
人番号7180001096971)
代表者柴田信吾

愛知県弥富市鯏浦町西
前新田4番地1

本社営業所
愛知県弥富市鯏
浦町西前新田4番
地1

輸送施設の使用停止
(132日車)及び文書警
告

道路運送法第15条第
1項

令和4年6月1日、監査方針に基づき、監査を実施。14件の違反が認めら
れた。(1)事業計画の変更認可違反(道路運送法第15条第1項)､(2)苦情処
理の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第3条第2項)､(3)健
康診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第5項)､(4)点呼の実
施義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第1項)､(5)点呼の記録
記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)､(6)事故の記
録記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則第26条の2)､(7)乗務員
台帳の記載事項等不備(旅客自動車運送事業運輸規則第37条第1項)､(8)
特定の運転者に対する指導義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38
条第2項)､(9)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(旅客自動車運
送事業運輸規則第38条第2項)､(10)定期点検未実施(旅客自動車運送事業
運輸規則第45条)､(11)整備管理者の選任解任届出違反(旅客自動車運送
事業運輸規則第45条)､(12)整備管理者の研修受講義務違反(旅客自動車
運送事業運輸規則第46条)､(13)補助者の要件違反(旅客自動車運送事業
運輸規則第47条の9第3項)､(14)一般講習受講義務違反(旅客自動車運送
事業運輸規則第48条の4第1項)

14 14

貨物 2022 11 7

大東貨物自動車株式会社
（法人番号
9400501000615）代表
者飯澤匡

岩手県一関市大東町摺
沢字街道下3番地の22

一関営業所
岩手県一関市赤
荻字上台12-1

文書警告
法第17条第1項1
号、法第17条第4項

令和4年10月13日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、2件の
違反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反（安全規則第3条
第4項）、（2）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1
項）

0 0

貨物 2022 11 7
株式会社黒姫（法人番号
3011801007411）代表
者：渡邉明彦

東京都足立区入谷３－
９－１８

本社
東京都足立区入
谷３－９－１８

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

救護義務違反があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和4
年8月10日、監査を実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対する
指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2022 11 7

株式会社ワイズトランス
（法人番号
7020001090395)代表者
青木正美

神奈川県横浜市都筑区
池辺町4704番403-2号

静岡営業所
静岡県榛原郡吉
田町住吉1349-1

輸送施設の使用停止
(40日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和4年5月26日､公安委員会からの通知を端緒として､監査を実施｡5件
の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)整備管理者の研修受講義務違反(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4)､(3)運転者台帳の記載事項等
不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(4)運転者に対
する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1
項)､(5)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第2項)

4 4

貨物 2022 11 7
株式会社トライバル（法
人番号2180001102115)
代表者五十君隆政

愛知県春日井市関田町1
丁目31番地

本社営業所

愛知県春日井市
関田町1丁目31番
地ﾌﾚｽﾄｽｸｴｱ春日
井中央通302号

輸送施設の使用停止
(10日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

令和4年5月13日､重傷事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡3件の違反が認められた｡(1)運転者に対する指導監督義務違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(2)運転者に対する指導監督
記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(3)
特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第10条第2項)

4 1

貨物 2022 11 7

東海ネクスト株式会社
（法人番号
6190001004769)代表者
松本光司

三重県亀山市田村町204
番地1

亀山営業所
三重県亀山市田
村町204番地1

輸送施設の使用停止
(25日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の2

令和4年6月14日､監査方針に基づき､監査を実施｡9件の違反が認められ
た｡(1)定期点検未実施(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)､(2)
点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5
項)､(3)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第9条の5第1項)､(4)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第10条第1項)､(5)運転者に対する指導監督記録義務違
反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(6)特定の運転者に
対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第
2項)､(7)一般講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23
条第1項)､(8)輸送の安全にかかわる情報の公表義務違反(貨物自動車運
送事業法第24条の3)､(9)事業報告書及び事業実績報告書未提出(貨物自
動車運送事業法第60条第1項)

3 3

貨物 2022 11 7

ビューテックローリー株
式会社（法人番号
9020001074264)代表者
徳永禎二

千葉県市川市福栄4丁目
3-17

名古屋営業
所

愛知県刈谷市一
里山町東吹戸29-
1､14-7､19-1､28-
1､30､31-1

輸送施設の使用停止
(10日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

令和4年7月14日､死亡事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡2件の違反が認められた｡(1)運転者に対する指導監督義務違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(2)一般講習受講義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)

1 1

貨物 2022 11 7
株式会社丸慶建材（法人
番号8190001024237)代
表者明慶二男

三重県尾鷲市光ヶ丘13
番25号

本社営業所
三重県北牟婁郡
紀北町上里600番
地4

輸送施設の使用停止
(30日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和4年5月26日､関係機関からの情報を端緒として､監査を実施｡7件の
違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)点呼の実施不適切(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録記載事項不備(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(4)運行記録計による記録
義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(5)運転者に対する
指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(6)
特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第2項)､(7)輸送の安全にかかわる情報の公表義務違反(貨
物自動車運送事業法第24条の3)

3 3

タクシー 2022 11 7

株式会社ｸﾞﾘｰﾝ観光（法
人番号
2380001020032）代表
者鈴木正朗

福島県いわき市江名字
江ﾉ浦1番地

本社営業所
福島県いわき市
江名字中作80-2

輸送施設の使用停止
（142日車）及び文書
警告

道路運送法第27条第
3項、道路運送車両
法第58条第1項、特
定地域及び準特定地
域における一般乗用
旅客自動車運送事業
の適正化及び活性化
に関する特別措置法
第16条の4第1項

令和3年10月21日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、8件の
違反が認められた｡（1）点呼の実施義務違反（運輸規則第24条第1項、
第2項）、（2）点呼の記録義務違反（運輸規則第24条第5項）、（3）
乗務等の記録義務違反（運輸規則第25条第3項）、（4）乗務員台帳の
作成義務違反（運輸規則第37条第1項）、（5）運転者に対する指導監
督義務違反（運輸規則第38条第1項）、（6）高齢運転者に対する指導
義務違反（運輸規則第38条第2項）、（7）自動車検査証の有効期間の
更新違反（運輸規則第45条及び道路運送車両法第58条第1項）、（8）
運賃収受違反（ﾀｸｼｰ適正化･活性化法第16条の4第1項）

15 15

乗合バス 2022 11 7
弘南ﾊﾞｽ株式会社（法人
番号2420001009054）
代表者工藤智久

青森県弘前市大字藤野2
丁目3番地6

和徳車庫営
業所

青森県弘前市大
字駅前2丁目18番
地1

輸送施設の使用停止
（20日車）

道路運送法第15条第
1項

令和4年6月17日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、1件の違
反が認められた｡（1）事業計画の変更違反（道路運送法第15条第1項）

2 2

貨物 2022 11 8
有限会社住商（法人番号
2030002089291）代表
者：住安健一

埼玉県吉川市美南２－
８－１０

本社
埼玉県吉川市美
南２－８－１０

輸送施設の使用停止
（90日車）

貨物自動車運送事業
法第24条の4、貨物
自動車運送事業法施
行規則第14条第2号

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和4年4
月20日及び同年4月28日、監査を実施。8件の違反が認められた。(1)乗
務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4
項）、(2)疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第3条第6項）、(3)点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第7条）、(4)乗務等記録の記載事項違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第8条）、(5)運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第9条）、(6)運転者に対する指導監督違反等（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、(7)初任運転者に対する
適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項）、(8)事業の適確な遂行に係る遵守事項のうち社会保険等未加入
（貨物自動車運送事業法第24条の4、貨物自動車運送事業法施行規則第
14条第2号）

9 9



貨物 2022 11 8
有限会社伊藤商事（法人
番号6030002051677）
代表者：伊藤新一

埼玉県三郷市高州２－
３７０－１

本社
埼玉県三郷市高
州２－３７０－
１

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和4年6
月3日、監査を実施。7件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵
守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、(2)点呼の実
施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(3)運転者に
対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1
項）、(4)高齢運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第2項）、(5)初任・高齢運転者に対する適性診断受診
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、(6)整備
管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の
4）、(7)運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第23条第1項）

6 6

貨物 2022 11 8
橋本輸送株式会社（法人
番号1011801033789）
代表者：橋本和美

東京都足立区舎人５－
９－２

本社
東京都足立区舎
人５－９－２

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

公安委員会からの通知を端緒として、令和4年7月19日、監査を実施。1
件の違反が認められた。(1)過積載運送（貨物自動車運送事業法第17条
第3項）

6 6

貨物 2022 11 8

株式会社アスカ運送（法
人番号
2011801005647）代表
者：鈴木良一

東京都足立区鹿浜８－
２２－５

本社
東京都足立区鹿
浜８－２２－５

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

公安委員会からの通知を端緒として、令和4年8月16日、監査を実施。1
件の違反が認められた。(1)過積載運送（貨物自動車運送事業法第17条
第3項）

3 3

貨物 2022 11 8

株式会社デイライン（法
人番号
7010401074726）代表
者：岩井浩

埼玉県狭山市新狭山１
－５－１１

岩槻
埼玉県さいたま
市岩槻区城南１
－１－６３

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

救護義務違反があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和4
年8月19日、監査を実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対する
指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2022 11 8

株式会社たらみ葬儀社
（法人番号
1310001011468）代表
者辻浪子

長崎県諫早市多良見町
囲425

本店営業所
長崎県諫早市多
良見町囲425

文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第4項、法第60
条第1項

令和4年7月25日、監査実施。9件の違反が認められた。(1)疾病、疲労
等のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全
規則」）第3条第6項)、(2)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5
項)、(3)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(4)運転者台帳の
記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(5)運転者に対する指導監
督違反(安全規則第10条第1項)、(6)運転者に対する指導監督の記録事項
義務違反(安全規則第10条第1項)、(7)特定運転者に対する特別な指導監
督違反(安全規則第10条第2項)、(8)特定運転者に対する適性診断受診義
務違反(安全規則第10条第2項)、(9)報告義務違反(貨物自動車運送事業
法第60条第1項)

0 0

タクシー 2022 11 8

有限会社三芳野タクシー
（法人番号
4030002092938）代表
者吉野裕太

埼玉県坂戸市大字石井
2115-1

本社
埼玉県坂戸市大
字石井2115-1

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第３８条第
１項

令和4年7月28日、法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として監査を
実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反
(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

タクシー 2022 11 8

富士恵タクシー株式会社
(法人番号
7140001016982)代表者
三浦正雄

兵庫県神戸市長田区長
尾町2丁目7番4号

本社
兵庫県神戸市長
田区長尾町2丁目
7番地4号

輸送施設の使用停止
(135日車)

道路運送法(以下｢
法｣)第27条第3項

令和4年4月20日、労働局からの通報を端緒として監査を実施。8件の違
反が認められた。(1)｢旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項の規定
に基づき、事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準｣
の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第21条第1
項)、(2)疾病、疲労等のおそれのある乗務(運輸規則第21条第5項)、(3)
点呼の記録義務違反【記載事項の不備】(運輸規則第24条第5項)、(4)乗
務等の記録義務違反【記録事項の不備】(運輸規則第25条第3項、第4
項)、(5)｢旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う
指導及び監督の指針｣による運転者に対する特別な指導及び適性診断受
診義務違反【適性診断の受診状況】(運輸規則第38条第2項)、(6)整備管
理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条)、(7)運行管理者の講習(一般
講習)受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項)、(8)事業の健全な発達を
阻害する競争【健康保険法、厚生年金保険法、労働者災害補償保険法
及び雇用保険法に基づく社会保険等加入義務者が社会保険等に未加
入】(法第30条第2項)

14 14

貸切バス 2022 11 8

株式会社ウイングスロケ
サービス（法人番号
4011601016074）代表
者谷口壽朗

東京都練馬区錦1-2-11 本社営業所
東京都練馬区錦
1-2-11

文書警告（処分日車
数20日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

道路運送法第15条第
1項

令和4年8月10日、定期的な監査を実施。1件の違反が認められた。(1)
事業計画の変更認可違反(道路運送法第15条第1項)

2 2

貸切バス 2022 11 8
全友観光株式会社（法人
番号7030001084917）
代表者二木眞由美

東京都東大和市立野1-
11-4

本社営業所
東京都東大和市
立野1-11-4

文書警告
道路運送法第94条第
1項

令和4年7月4日、定期的な監査を実施。1件の違反が認められた。(1)報
告義務違反(道路運送法第94条第1項)

0 0

貸切バス 2022 11 8
株式会社旅友（法人番号
7040001050232）代表
者中村光枝

千葉県八街市文違301-
3032

千葉営業所
千葉県富里市中
沢1150-6、7

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第1
項

令和4年7月28日、定期的な監査を実施。2件の違反が認められた。(1)
乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規
則｣)第21条第1項)､(2)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)

0 0

貸切バス 2022 11 8
有限会社モリ運送（法人
番号6350002017539）
代表者森惠二

宮崎県串間市大字大平
字松山原5808番地9

本社営業所
宮崎県串間市大
字大平字松山原
5808番地9

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年10月26日、監査実施。3件の違反が認められた。(1)運送引受書
の記載事項不備違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規
則」）第7条の2第1項）、(2)運転者に対する指導監督の記録又は指導
監督の記録保存違反（運輸規則第38条第1項）、(3)整備管理者の研修
受講義務違反（運輸規則第46条）

1 1

貨物 2022 11 9
有限会社小田総業（法人
番号7120902016653）
代表者小田貞恵

大阪府池田市渋谷二丁
目8番11号

本社
大阪府池田市渋
谷2丁目8番11号

輸送施設の使用停止
(150日車)

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

令和4年3月8日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。14件の違反
が認められた。（1）事業計画変更認可違反【乗務員の休憩・睡眠施設
の位置及び収容能力違反】（貨物自動車運送事業法施行規則（以下
「施行規則」）第2条第1項第5号）、（2）事業計画変更事前届出違反
【各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数違反】（施行規則
第6条第1項第1号）、（3）事業計画変更事後届出違反【主たる事務所
の名称及び位置の変更違反】（施行規則第7条第1項第1号）、（4）事
業計画変更事後届出違反【営業所又は荷扱所の名称、位置（利用運送
のみに係るもの及び運輸局長が指定する区域内におけるものに限
る。）の変更違反】（施行規則第7条第1項第2号、第3号）、（5）「貨
物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に
係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安
全規則」）第3条第4項）、（6）疾病、疲労等のおそれのある乗務（安
全規則第3条第6項）、（7）点検整備違反【定期点検整備等の未実施】
（安全規則第3条の2、道路運送車両法第48条）、（8）点呼の記録違反
【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、（9）乗務等の記録違
反【記載事項等の不備】（安全規則第8条）、（10）運行記録計による
記録違反【記録】（安全規則第9条）、（11）（12）運転者台帳【作
成】【記載事項等の不備】（安全規則第9条の5第1項）、（13）「貨物
自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督
の指針」（以下「指導監督告示」）による運転者に対する指導及び監
督違反【大部分不適切】（安全規則第10条第1項）、（14）指導監督告

15 15



タクシー 2022 11 9

有限会社小形タクシー
（法人番号
5080102018911)代表者
渥美好永

静岡県熱海市小嵐町1-4 本社営業所
静岡県熱海市小
嵐町1-4

輸送施設の使用停止
(20日車)及び文書警
告

旅客自動車運送事業
運輸規則第24条第5
項

令和4年6月20日、監査方針に基づき、監査を実施。6件の違反が認めら
れた。(1)点呼の記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5
項)､(2)点呼の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第
5項)､(3)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規
則第38条第1項)､(4)特定の運転者に対する指導義務違反(旅客自動車運
送事業運輸規則第38条第2項)､(5)特定の運転者に対する運転適性診断未
受診(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)､(6)整備管理者の研修
受講義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第46条)

2 2

タクシー 2022 11 10

金星室蘭ハイヤー株式会
社（法人番号２４３００
０１０５６６３２）代表
者吉野僚哲

北海道室蘭市中島町３
丁目２８番地１９号

本社営業所
北海道室蘭市中
島町３丁目２８
番地１９号

文書警告
道道路運送法第２７
条第３項

令和４年９月２６日及び令和４年９月３０日、長期未監査を端緒とし
て監査を実施。３件の違反が認められた。（１）乗務員台帳の記載事
項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第３
７条第１項）、（２）指導要領制定義務違反（運輸規則第４０条第１
項）、（３）定期点検整備の実施義務違反（運輸規則第４５条第１
号）

0 0

タクシー 2022 11 10
ベスト交通株式会社(法
人番号1122001009305)
代表者中村一人

大阪府東大阪市長田東
4-5-30

枚方営業所
大阪府交野市幾
野6丁目11-2

輸送施設の使用停止
(10日車)

道路運送法第27条第
3項

令和4年5月20日、事故を引き起こしたことを端緒として監査を実施。3
件の違反が認められた。(1)点呼の記録義務違反【記載事項の不備】(旅
客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第24条第5項)、(2)｢旅客自
動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の
指針｣による運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1
項)、(3)運行管理者の講習(一般講習)受講義務違反(運輸規則第48条の4
第1項)

1 1

貨物 2022 11 11
株式会社大川運送（法人
番号4400001009731）
代表者佐々木豊秀

岩手県下閉伊郡岩泉町
大川字石立98番地4

本社営業所
岩手県下閉伊郡
岩泉町大川字石
立98番地4

輸送施設の使用停止
（120日車）及び文書
警告

法第17条第1項第1
号、第17条第1項第
2号、法第17条第4
項

令和4年5月18日及び25日、監査方針を端緒として監査を実施した結
果、8件の違反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反（安全
規則第3条第4項）【未遵守計5件以下】、（2）乗務時間等の基準の遵
守違反（安全規則第3条第4項）【乗務時間等告示なお書きの遵守違
反】、（3）整備管理者の研修受講義務違反（安全規則第3条の4）、
（4）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項、第3項）、（5）点呼
の記録義務違反（安全規則第7条第5項）、（6）運行指示書の作成義務
違反（安全規則第9条の3第1項）、（7）運転者に対する指導監督義務
違反（安全規則第10条第1項）、（8）運転者に対する指導監督の記録
違反（安全規則第10条第1項）

12 12

貨物 2022 11 11
株式会社目時運送（法人
番号3420001011983）
代表者目時勝

青森県十和田市大字相
坂字小林253番地6

本社営業所
青森県十和田市
相坂字小林253-6

輸送施設の使用停止
（190日車）及び文書
警告

法第17条第1項1
号、法第17条第4項

令和3年11月2日、令和4年3月9日及び15日、監査方針を端緒として監
査を実施した結果、8件の違反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の
遵守違反（安全規則第3条第4項）、（2）点呼の実施義務違反（安全規
則第7条第1項、第2項）、（3）点呼の記録義務違反（安全規則第7条第
5項）【記録の改ざん･不実記載】、（4）点呼の記録義務違反（安全規
則第7条第5項）【一部保存無し】、（5）乗務等の記録義務違反（安全
規則第8条）、（6）運行記録計による記録義務違反（安全規則第9条）
【記録の改ざん･不実記載】、（7）運行記録計による記録義務違反
（安全規則第9条）【一部保存無し】、（8）運転者に対する指導監督
義務違反（安全規則第10条第1項）

19 19

貨物 2022 11 11
有限会社北部運送（法人
番号9330002009527）
代表者山口哲生

熊本県熊本市北区硯川
町字犬場777-1

本社営業所
熊本県熊本市北
区硯川町字犬場
777-1

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和4年10月24日、監査実施。2件の違反が認められた。(1)運転者台帳
の記載事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第9条の5第1項)、(2)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10
条第1項)

6 6

タクシー 2022 11 11
有限会社中村ﾀｸｼｰ（法人
番号1380002028703）
代表者荒佳幸

福島県相馬市中村字荒
井町30番地

本社営業所
福島県相馬市中
村字錦町5-19

輸送施設の使用停止
（50日車）及び文書
警告

道路運送法第20条、
法第27条第3項

令和4年2月7日及び21日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、
6件の違反が認められた｡（1）営業区域外運送（運送法第20条）、
（2）点呼の実施義務違反（運輸規則第24条第1項、第2項）、（3）点
呼の記録義務違反（運輸規則第24条第5項）、（4）乗務等の記録義務
違反（運輸規則第25条第3項）、（5）運転者に対する指導監督義務違
反（運輸規則第38条第1項）、（6）運転者に対する指導監督の記録保
存違反（運輸規則第38条第1項）

5 5

乗合バス 2022 11 11

大バス日ノ出交通株式会
社（法人番号
1210001017723)代表者
野中康之

福井県福井市羽水1丁目
702

本社営業所
福井県福井市羽
水1丁目702

輸送施設の使用停止
(20日車)及び文書警
告

旅客自動車運送事業
運輸規則第24条第1
項及び第2項

令和4年1月18日、監査方針に基づき、監査を実施。3件の違反が認めら
れた。(1)点呼の実施義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第1
項及び第2項)､(2)補助者の要件違反(旅客自動車運送事業運輸規則第47
条の9第3項)､(3)事業報告書未提出(道路運送法第94条第1項)

2 2

貨物 2022 11 14
信濃陸送株式会社（法人
番号3100001006165)代
表者緑川英武

長野県千曲市大字雨宮
663-5

岐阜営業所
岐阜県羽島市上
中町一色字柳下
1003-2

輸送施設の使用停止
(80日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和4年1月26日､死亡事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡9件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)健康診断未受診(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第3条第6項)､(3)整備管理者の研修受講義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4)､(4)点呼の実施義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(5)点呼の記
録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(6)運行
記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､
(7)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第10条第1項)､(8)運転者に対する指導監督記録義務違反(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第10条第1項)､(9)特定の運転者に対する運転適性診
断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)

8 8

貨物 2022 11 14
有限会社松本産業（法人
番号4180002036459)代
表者松本成士

愛知県名古屋市中川区
供米田2丁目1201番地の
1

本社営業所
愛知県名古屋市
中川区供米田2丁
目1201番地の1

輸送施設の使用停止
(130日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和4年4月19日､監査方針に基づき､監査を実施｡10件の違反が認められ
た｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第
1項第4号)､(2)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第4項)､(3)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条第6項)､(4)定期点検未実施(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第3条の2)､(5)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条の4)､(6)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第7条第1項及び第2項)､(7)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(8)運行記録計による記録義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(9)運転者台帳の記載事項等
不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(10)特定の運転
者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10
条第2項)

13 13

貨物 2022 11 14

株式会社カシックス（法
人番号
7130001010243）代表
者藤田周士）

京都府京都市南区上鳥
羽南鉾立町15

京都店
京都府京都市伏
見区横大路千両
松町97番地

輸送施設の使用停止
(40日車)

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和3年8月23日及び令和4年4月21日、法令違反の疑いがあることを端
緒に監査を実施。6件の違反が認められた。(1)「貨物自動車運送事業の
事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4
項）、（2）点呼の実施違反【未実施】（安全規則第7条第1項～第3
項）、（3）点呼の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5
項）、（4）乗務等の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第8
条）、（5）運行指示書【作成、指示又は携行の義務違反】(安全規則
第9条の3第1項～第3項)、（6）運転者台帳【記載事項等の不備】（安
全規則第9条の5第1項）

4 4

貸切バス 2022 11 14

エムケイ観光バス株式会
社(法人番号
3130001013992)代表者
金本達也

京都府京都市南区上鳥
羽北花名町1番地の1

本社営業所
京都府京都市南
区上鳥羽北花名
町1番地の1

輸送施設の使用停止
(60日車)

道路運送法(以下｢
法｣)第20条

令和4年7月5日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。営業区域外旅客運送(法第20条)

6 6



貨物 2022 11 15

株式会社YAMATSU（法
人番号
5122001007825）代表
者寺﨑末広

大阪府東大阪市若江南
町3丁目2番20号

本社
大阪府東大阪市
若江南町3丁目2
番20号

輸送施設の使用停止
(10日車)

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和4年4月26日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。5件の違
反が認められた。（1）（2）点呼の記録違反【記録】【記載事項等の
不備】（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第7条
第5項）、（3）運転者台帳【記載事項等の不備】（安全規則第9条の5
第1項）、（4）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対
して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する指導及び監督違
反【一部不適切】（安全規則第10条第1項）、（5）自動車事故報告規
則に規定する事故の届出違反【未届出】（貨物自動車運送事業法第24
条）

1 1

貨物 2022 11 15
株式会社大塚産商（法人
番号1150001020675）
代表者大塚正人

奈良県奈良市法華寺町
354番地

本社
奈良県奈良市芝
辻町3丁目6番15
号

輸送施設の使用停止
(110日車)

貨物自動車運送事業
法第17条第1項

令和4年5月23日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。10件の違
反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者
の勤務時間及び乗務時間に係る基準」(以下「乗務時間等告示」)の遵守
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第
4項）、（2）乗務時間等告示なお書きの遵守違反（一運行の勤務時
間）（安全規則第3条第4項）、（3）疾病、疲労等のおそれのある乗務
（安全規則第3条第6項）、（4）点呼の実施違反【未実施】（安全規則
第7条第1項～第3項）、（5）運行指示書【作成、指示又は携行の義務
違反】(安全規則第9条の3第1項～第3項)、（6）（7）運転者台帳【作
成】【記載事項等の不備】（安全規則第9条の5第1項）、（8）（9）
「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及
び監督の指針」による運転者に対する特別な指導及び運転適性診断受
診義務違反【特別な指導の実施状況】【運転適性診断の受診状況】
（安全規則第10条第2項）、（10）運行管理者の講習受講義務違反（安
全規則第23条第1項）

11 11

タクシー 2022 11 15

平和タクシー株式会社
(法人番号
3120101006352)代表者
後藤光典

大阪府堺市堺区南島町4
丁153番地

本社
大阪府堺市堺区
南島町4丁153番
地

警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(放
置駐車違反)が過去一年以内に3件に達した。｢旅客自動車運送事業者が
事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針｣による運転者
に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

タクシー 2022 11 15

ワンコイン南花田株式会
社(法人番号
8120101030439)代表者
柳澤正二郎

大阪府堺市北区南花田
町209番地1

本社
大阪府堺市北区
南花田町209番地
1

警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(放
置駐車違反)が過去一年以内に3件に達した。｢旅客自動車運送事業者が
事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針｣による運転者
に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

1 0

貸切バス 2022 11 15

有限会社滝澤観光バス
（法人番号
9090002013727）代表
者柳本健

山梨県韮崎市本町4-8-
22

本社営業所
山梨県韮崎市本
町4-8-22

輸送施設の使用停止
（150日車）

道路運送法第9条の2
第1項

令和4年4月26日、定期的な監査を実施。6件の違反が認められた。(1)
運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2第1項)､(2)乗務等の記
録の記録事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第
25条第2項)､(3)運行指示書の記載事項の不備(運輸規則第28条の2第1
項)､(4)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(5)定
期点検整備等の未実施(運輸規則第45条)､(6)書類の適切管理義務違反
(運輸規則第69条)

20 15

貨物 2022 11 16
株式会社共和通商（法人
番号5040001044203）
代表者龍崎信吾

千葉県成田市小菅字細
田1381-24

関空
大阪府泉佐野市
上瓦屋661-1-405

輸送施設の使用停止
(40日車)

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和4年5月10日、労働局からの通報を端緒に監査を実施。4件の違反が
認められた。(1）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤
務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）疾病、疲労等の
おそれのある乗務（安全規則第3条第6項）、（3）点呼の実施違反【未
実施】（安全規則第7条第1項～第3項）、（4）運行指示書【作成、指
示又は携行の義務違反】(安全規則第9条の3第1項～第3項)

4 4

貨物 2022 11 16

有限会社山本水産輸送
(法人番号
6260002011955)代表者
山本新吾

岡山県岡山市中区倉田
371-1

総社営業所
岡山県総社市赤
浜1444番地1

輸送施設の使用停止
(150日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号及び同条第4項

令和3年10月25日、12月16日及び令和4年1月18日、酒気帯び運転によ
る事故を端緒として監査を実施。12件の違反が認められた。(1)乗務時
間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規
則」)第3条第4項)、(2)疾病、疲労等のおそれのある乗務禁止違反(安全
規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項、第2項
及び第3項)、(4)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(5)点
呼の不実記録(安全規則第7条第5項)、(6)乗務等の記録事項義務違反(安
全規則第8条第1項)、(7)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9
条)、(8)運転者台帳の作成義務違反（安全規則第9条の5第1項）、(9)運
転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(10))運転者に
対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)(11)特定の運転者に対
する特別な指導義務違反（安全規則第10条第2項）、(12)特定の運転者
に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)

15 15

貨物 2022 11 16

ベアーライン株式会社
（法人番号
9290001046708）代表
者隈本幸一

福岡県古賀市筵内61番
地19

本社営業所
福岡県古賀市小
竹973-4

輸送施設の使用停止
（70日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第4項

令和4年5月16日、監査実施。12件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下｢安全規
則｣）第3条第4項)、(2)疾病、疲労等のおそれのある乗務（安全規則第3
条第6項)、(3)点呼の実施等義務違反(安全規則第7条)、(4)点呼の記録
事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(5)乗務等の記録義務違反(安全規
則第8条)、(6)運行指示書に係る（作成、指示、携行）義務違反(安全規
則第9条の3第1項)、(7)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条
の5第1項)、(8)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、
(9)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督記録保存違反(安全規則
第10条第1項)、(10)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全
規則第10条第1項)、(11)特定運転者に対する特別な指導監督違反(安全
規則第10条第2項)、(12)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(安
全規則第10条第2項)

7 7

タクシー 2022 11 16

合同会社福祉サービスリ
ズム(法人番号
1250003002793)代表者
菅原浩巳

山口県山口市吉田2477
番地18

本店
山口県山口市吉
田2477番地18

輸送施設の使用停止
(50日車)及び文書警
告

道路運送事業法第27
条第3項

令和4年1月13日、同年3月16日及び同年3月29日、情報提供を端緒とし
て監査を実施。10件の違反が認められた。(1)疾病、疲労等のおそれの
ある乗務禁止違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第
21条第5項)、(2)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)、(3)点呼
の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(4)乗務等の記録事項義務
違反(運輸規則第25条第3項)、(5)乗務等の記録保存義務違反(運輸規則
第25条第3項)、(6)乗務員台帳の記載事項義務違反(運輸規則第37条第1
項)、(7)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(8)
運転者に対する指導監督の記録義務違反(運輸規則第38条第1項)、(9)特
定の運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(10)
特定の運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)

5 5

タクシー 2022 11 16
中央交通株式会社(法人
番号9250001003423)代
表者糀大輔

山口県宇部市芝中町11
番50号

本社営業所
山口県宇部市芝
中町3796番地

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年10月11日、情報提供を端緒として監査を実施。2件の違反が認
められた。(1)乗務員台帳の作成義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則
(以下「運輸規則」)第37条第1項)、(2)乗務員台帳の記載事項義務違反
(運輸規則第37条第1項)

0 0

貨物 2022 11 17
鈴江陸運株式会社（法人
番号8020001006359)代
表者鈴木直

神奈川県横浜市金沢区
幸浦2-9-1

四日市事業
所

三重県四日市市
白須賀1丁目15-
27

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

令和4年10月14日､重傷事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡2件の違反が認められた｡(1)運転者に対する指導監督義務違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(2)運転者に対する指導監督
記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)

0 0



貨物 2022 11 17
有限会社矢野建材（法人
番号1190002023211)代
表者矢野学

三重県四日市市前田町
30番8号

本社営業所
三重県四日市市
前田町30番8号

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条
の5第1項

令和4年10月20日､関係機関からの情報を端緒として､監査を実施｡2件の
違反が認められた｡(1)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第9条の5第1項)､(2)事業報告書及び輸送実績報告書未提
出(貨物自動車運送事業法第60条第1項)

0 0

タクシー 2022 11 17

太陽自動車株式会社（法
人番号
2011801002719）代表
者中川昌信

東京都葛飾区四つ木5-
5-18

本社
東京都葛飾区四
つ木5-5-18

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第２１条第
１項

令和4年9月30日、法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として監査を
実施。3件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(旅客
自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第21条第1項)､(2)健康状態の
把握義務違反(運輸規則第21条第5項)､(3)運転者に対する指導監督義務
違反(運輸規則第38条第1項)

0 0

貸切バス 2022 11 17
日本観光株式会社(法人
番号1120101038851)代
表者島原隆夫

大阪府貝塚市二色中町6
番6号

本社営業所
大阪府貝塚市二
色中町6番地6

警告(処分日車数10日
車のため、一般貸切
旅客自動車運送事業
者に対する行政処分
等の基準3．(6)によ
る)

道路運送法第27条第
3項

令和4年10月7日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。2件の違反
が認められた。（1）乗務員の体調悪化時等における措置義務違反(旅
客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣）第21条第7項）、（2）運
行管理者の指導監督義務違反(指導監督不適切）(運輸規則第48条の3）

1 1

貸切バス 2022 11 17

有限会社川端屋運送（法
人番号
2330002028392）代表
者川端ミスヱ

熊本県天草市新和町小
宮地4730番地の1

本社営業所
熊本県天草市新
和町小宮地4730
番地の1

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年10月20日、監査実施。5件の違反が認められた。(1)点呼の記録
事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第
24条第5項）、(2)乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第25条）、(3)
日雇い運転者等の選任禁止違反（運輸規則第36条第1項）、(4)乗務員
台帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条第1項）、(5)運転者に対す
る指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反（運輸規則第38条第1
項）

2 2

貨物 2022 11 18
有限会社松浦建材（法人
番号3120002075091）
代表者松浦芳治

大阪府枚方市津田西町
1-27-22

本社
大阪府枚方市津
田西町1-27-22

輸送施設の使用停止
(90日車)

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和4年5月18日、公安委員会からの通知を端緒に監査を実施。8件の違
反が認められた。（1）疾病、疲労等のおそれのある乗務（貨物自動車
運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第6項）、（2）点呼
の実施違反【未実施】（安全規則第7条第1項～第3項）、（3）点呼の
記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、（4）乗務等
の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第8条）、（5）運行記録
計による記録違反【記録】（安全規則第9条）、（6）「貨物自動車運
送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」
（以下「指導監督告示」）による運転者に対する指導及び監督違反
【大部分不適切】（安全規則第10条第1項）、（7）指導監督告示によ
る運転者に対する特別な指導及び運転適性診断受診義務違反【運転適
性診断の受診状況】（安全規則第10条第2項）、（8）自動車事故報告
規則に規定する事故の届出違反【未届出】（貨物自動車運送事業法第
24条）

9 9

貨物 2022 11 18
株式会社板野運送（法人
番号3480001005617）
代表者扶川晴彦

徳島県板野郡藍住町東
中富字朏傍示39-9

本社営業所
徳島県板野郡藍
住町東中富字朏
傍示39-9

輸送施設の使用停止
（10日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号、第4項

令和4年9月8日、死亡事故を端緒として監査を実施したところ、3件の
違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が不適切であ
り、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度を超え、乗務していた者
があったこと（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）、(2)運転者に対する点呼が確実になされていな
かったこと（安全規則第7条第1項、第2項、第3項）、(3)運転者台帳に
ついて定められた事項の記録が不適切であったこと（安全規則第9条の
5第1項）

1 1

タクシー 2022 11 18
有限会社ササモト（法人
番号9040002083072）
代表者笹本昇

千葉県匝瑳市上谷中
2238-8

成田
千葉県山武郡芝
山町大里2850-1

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第２４条第
５項

令和4年9月29日、区域拡大を行ったことを端緒として監査を実施。3件
の違反が認められた。(1)点呼の記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸
規則(以下､運輸規則)第24条第5項)､(2)乗務記録の記録事項の不備(運輸
規則第25条)､(3)指導要領制定義務違反(運輸規則第40条第1項)

0 0

貸切バス 2022 11 18
丸亀観光株式会社（法人
番号8290801014336）
代表者堀一一

福岡県直方市大字中泉
1182番地24号

本社営業所
福岡県直方市大
字中泉1182番地
24号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年10月18日、監査実施。4件の違反が認められた。(1)運送引受書
の記載事項不備違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規
則」）第7条の2第1項）、(2)疾病、疲労等のおそれのある乗務（運輸
規則第21条第5項）、(3)乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第25
条）、(4)運行指示書の記載事項義務違反（運輸規則第28条の2第1項）

0 0

貨物 2022 11 21
有限会社戸沢運輸（法人
番号6220002014846）
代表者戸沢宏

石川県羽咋郡志賀町安
津見44-7乙地

本社営業所
石川県羽咋郡志
賀町字岩田リ47-
1

輸送施設の使用停止
（110日車）

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
9条第1項及び同条第
3項、法第17条第1
項及び同条第4項

令和3年10月9日、監査実施。14件の違反が認められた。（1）事業計画
変更認可違反（自動車車庫の位置及び収容能力）（貨物自動車運送事
業法施行規則（以下、「施行規則」）第2条第1項第4号）（2）事業計
画変更認可違反（乗務員の休憩・睡眠施設の位置及び収容能力）（施
行規則第2条第1項第5号）（3）事業計画変更の事後届出違反（主たる
事務所の名称及び位置の変更違反）（施行規則第7条第1項第1号）
（4）事業計画変更の事後届出違反（営業所又は荷扱所の名称、位置）
（施行規則第7条第1項第3号）（5）乗務時間等告示の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）（6）
疾病、疲労等のおそれのある乗務（安全規則第3条第6項）（7）定期点
検整備の実施義務違反（安全規則第3条の2、道路運送車両法第48条）
（8）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1、2項）（9）点呼の記録
義務違反（安全規則第7条第5項）（10）点呼の記録記載不備（安全規
則第7条第5項）（11）運行記録計による記録保存義務違反（安全規則
第9条）（12）運転者台帳の記載不備（安全規則第9条の5第1項）
（13）運転者に対する指導監督違反（安全規則第10条第1項）（14）運
行管理者の講習受講義務違反（安全規則第23条第1項）

11 11

貨物 2022 11 21
株式会社進藤建材（法人
番号9130001055278）
代表者進藤明

京都府京都市山科区勧
修寺冷尻18番地の4

本社
京都府京都市山
科区勧修寺冷尻
18番地の4

輸送施設の使用停止
(40日車)

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第2
号

令和4年5月31日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。1件
の違反が認められた。（1）整備不良車両等【不正改造のもの】（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第40条～43
条、第47条）

4 4

貨物 2022 11 21
株式会社アドバンス（法
人番号5122001031115)
代表者村山竜也

大阪府大東市諸福1丁目
5番29号

神戸
兵庫県神戸市西
区伊川谷町潤和
892-1

警告
貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和4年8月10日及び同年8月30日、労働局からの通報を端緒に監査を実
施。2件の違反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自
動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、
（2）運行記録計による記録違反【記録】（安全規則第9条）

0 0

貨物 2022 11 21
井手運送有限会社（法人
番号3290002051563）
代表者井手郁夫

福岡県小郡市小板井
309-1

基山営業所
佐賀県三養基郡
基山町園部2459-
11

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和4年11月8日、監査実施。6件の違反が認められた。(1)点呼の記録
事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）
第7条第5項)、(2)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1
項)、(3)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(4)運転
者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反(安全規則第10
条第1項)、(5)特定運転者に対する特別な指導監督違反(安全規則第10条
第2項)、(6)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条
第2項)

0 0

乗合バス 2022 11 21

株式会社サンシャインエ
クスプレス(法人番号
7140001089731)代表者
武元俊二

兵庫県丹波篠山市藤之
木525番地2

本社
兵庫県丹波篠山
市藤之木525－2

輸送施設の使用停止
(90日車)

道路運送法第27条第
3項

令和4年10月6日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。2件の違反
が認められた。(1)疾病、疲労等による乗務(旅客自動車運送事業運輸規
則(以下｢運輸規則｣)第21条第5項)、(2)運行管理者の指導監督義務違反
(指導監督不適切)(運輸規則第48条の3)

15 9



貨物 2022 11 22
関東興業株式会社（法人
番号4050001043774）
代表者：鈴木義和

茨城県下妻市大木６８
３－１

本社
茨城県下妻市大
木６８３－１

輸送施設の使用停止
（285日車）、輸送の
安全確保命令

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第5項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和2年11月20日、令和
3年3月5日、同年3月26日及び同年6月11日、監査を実施。16件の違反
が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第4項）、(2)疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第3条第6項）、(3)点呼の実施義務違反等（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条）、(4)点呼記録の不実記載（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条第5項）、(5)乗務等記録の記載事項違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条）、(6)運行記録計による記録
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、(7)運転者台帳の
作成義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項）、
(8)運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第10条第1項）、(9)初任運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第10条第2項）、(10)初任運転者に対する適性診断
受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、(11)
不正改造車両（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送
車両法第41条）、(12)定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第48条）、(13)整備管理者の
変更届出違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送
車両法第52条）、(14)事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業
法第9条第1項）、(15)事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法
第9条第3項）、(16)自動車に関する表示義務違反（道路運送法第95
条）

29 29

貨物 2022 11 22
永進運輸株式会社（法人
番号7050001014376）
代表者：永井富夫

茨城県坂東市小山１９
－１

本社
茨城県坂東市小
山１９－１

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

労働局からの通報を端緒として、令和4年5月18日、監査を実施。2件の
違反が認められた。(1)疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第6項）、(2)運転者に対する指導監督違反等（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

2 2

貨物 2022 11 22
協和運送有限会社（法人
番号8190002013783)代
表者坂元千浩

三重県松阪市上川町
3114番地1

本社営業所
三重県松阪市上
川町字おこし
3114-1

輸送施設の使用停止
(40日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和3年11月29日､監査方針に基づき､監査を実施｡13件の違反が認めら
れた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条第4項)､(2)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第3条第6項)､(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第7条第1項及び第2項)､(4)点呼の実施不適切(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第7条第1項及び第2項)､(5)点呼の記録記載事項不備(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(6)乗務等の記録義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第8条)､(7)運行記録計による記録義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(8)運転者台帳の作成義務違
反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(9)運転者台帳の
記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(10)
運転者台帳の保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5
第2項)､(11)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第1項)､(12)運転者に対する指導監督記録義務違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(13)特定の運転者に対する
運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)

4 4

貨物 2022 11 22

株式会社ビィー・ワイ・
ライン（法人番号
1190001008997)代表者
後出秀典

三重県伊賀市西之沢848
波敷野営業
所

三重県伊賀市波
敷野823

輸送施設の使用停止
(40日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和4年4月19日､死亡事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡8件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)点呼の実施義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録記載事
項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(4)乗務等の記録
義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(5)運行記録計によ
る記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(6)運転者に
対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1
項)､(7)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第2項)､(8)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)

4 4

貨物 2022 11 22
有限会社井上運送（法人
番号7120002077984）
代表者井上健司

大阪府守口市佐太東町
1-31-1

茨木
大阪府茨木市島1
丁目21-26

輸送施設の使用停止
(70日車)

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和4年5月16日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。7件の違
反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者
の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）疾病、疲労
等のおそれのある乗務（安全規則第3条第6項）、（3）点呼の記録違反
【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、（4）乗務等の記録違
反【記載事項等の不備】（安全規則第8条）、（5）「貨物自動車運送
事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」
（以下「指導監督告示」）による運転者に対する指導及び監督違反
【一部不適切】（安全規則第10条第1項）、（6）指導監督告示による
運転者に対する特別な指導及び運転適性診断受診義務違反【運転適性
診断の受診状況】（安全規則第10条第2項）、（7）健康保険法、厚生
年金保険法、労働者災害補償保険法及び雇用保険法に基づく社会保険
等加入義務者が社会保険等に未加入（貨物自動車運送事業法施行規則
第14条第2号）

7 7

貨物 2022 11 22
株式会社新桜（法人番号
3140001115326)代表者
田井正始

兵庫県神戸市中央区港
島中町1丁目2-15

本社
兵庫県神戸市中
央区港島中町1丁
目2番地15

警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和4年9月29日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。2件
の違反が認められた。（1）乗務等の記録違反【記載事項等の不備】
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第8条）、
（2）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指
導及び監督の指針」による運転者に対する指導及び監督違反【一部不
適切】（安全規則第10条第1項）

0 0

タクシー 2022 11 22
永楽交通株式会社（法人
番号2370001001537）
代表者笹川和男

宮城県仙台市太白区東
郡山1丁目1番11号

本社営業所
宮城県仙台市太
白区東郡山1丁目
210番2

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年11月22日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実施した
結果、1件の違反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反
（運輸規則第38条第1項）

0 0

タクシー 2022 11 22
日交練馬株式会社（法人
番号2011601018196）
代表者仲進

東京都練馬区練馬3-3-
14

本社
東京都練馬区練
馬3-3-14

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第1
項

令和4年8月24日及び令和4年9月5日、救護義務違反があった旨公安委員
会からの通知を端緒として監査を実施。3件の違反が認められた。(1)乗
務時間等の基準の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規
則)第21条第1項)､(2)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)､(3)運
転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)

0 0

タクシー 2022 11 22

株式会社日の丸交通Ｔｏ
ｋｙｏＢａｙ（法人番号
6010601042046）代表
者熊谷亮

東京都江戸川区臨海町
2-3-11

葛西
東京都江戸川区
臨海町2-3-11

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第２１条第
１項

令和4年7月29日及び令和4年8月18日、救護義務違反があった旨公安委
員会からの通知を端緒として監査を実施。2件の違反が認められた。(1)
乗務時間等の基準の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸
規則)第21条第1項)､(2)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38
条第1項)

0 0

タクシー 2022 11 22

マーベラスハイヤージャ
パン株式会社（法人番号
4011701022559）代表
者石井誠

東京都江戸川区本一色
2-13-16

本社
東京都江戸川区
本一色2-13-16

輸送施設の使用停止
（15日車）

道路運送法第２０条

令和1年10月17日、新規許可を受けたことを端緒として監査を実施。6
件の違反が認められた。(1)営業区域外運送違反(道路運送法(以下､運送
法)第20条)､(2)乗務記録の記録事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規
則(以下､運輸規則)第25条)､(3)新任運転者に対する指導監督義務違反
(運輸規則第36条第2項)､(4)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則
第38条第1項)､(5)定期点検整備等の未実施(道路運送車両法第48条)､(6)
報告義務違反(運送法第94条第1項)

2 2



タクシー 2022 11 22
京急交通株式会社（法人
番号6021001009048）
代表者沼田英治

神奈川県鎌倉市小袋谷
1-173-3

大船
神奈川県鎌倉市
小袋谷1-173-3

輸送施設の使用停止
（65日車）

道路運送法第１３条

令和4年1月27日及び令和4年2月9日、法令違反の疑いがある旨の情報を
端緒として監査を実施。7件の違反が認められた。(1)運送引受義務違反
(道路運送法第13条)､(2)乗務時間等の基準の遵守違反(旅客自動車運送
事業運輸規則(以下､運輸規則)第21条第1項)､(3)点呼の記録義務違反(運
輸規則第24条第5項)､(4)乗務記録の記録事項の不備(運輸規則第25条)､
(5)運行記録計による記録義務違反(運輸規則第26条第2項)､(6)運転者に
対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(7)運転者証の返納等
義務違反(ﾀｸｼｰ業務適正化特別措置法第16条第1項)

7 7

タクシー 2022 11 22
三慶交通株式会社（法人
番号3020001023103）
代表者岡田彰

神奈川県横浜市神奈川
区羽沢町55

本社
神奈川県横浜市
神奈川区羽沢町
55

輸送施設の使用停止
（60日車）

道路運送法第１３条

令和4年2月17日、法令違反の疑いがある旨の情報を端緒としてを実
施。4件の違反が認められた。(1)運送引受義務違反(道路運送法第13
条)､(2)新任運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸
規則(以下､運輸規則)第36条第2項)､(3)高齢運転者に対する告示で定め
る特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､(4)高齢運転者に対する
適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)

6 6

貸切バス 2022 11 22

有限会社ＩＺＵＭＩＫＯ
ＴＳＵ（法人番号
5040002102777）代表
者渡辺健一郎

千葉県四街道市鹿放ヶ
丘450

本社営業所
千葉県四街道市
鹿放ヶ丘450-1

輸送施設の使用停止
（60日車）

道路運送法第9条の2
第1項

令和4年6月14日及び令和4年6月23日、定期的な監査を実施。1件の違
反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2第
1項)

6 6

貸切バス 2022 11 22
有限会社まゆ観光（法人
番号9050002014150）
代表者大橋孝一

茨城県かすみがうら市
稲吉3-12-13

本社営業所
茨城県かすみが
うら市稲吉3-12-
13

輸送施設の使用停止
（60日車）

道路運送法第9条の2
第1項

令和4年5月12日、定期的な監査を実施。3件の違反が認められた。(1)
運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2第1項)､(2)運送引受書
の記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第7条
の2第1項)､(3)運行指示書の記載事項の不備(運輸規則第28条の2第1項)

6 6

貸切バス 2022 11 22
本谷観光株式会社（法人
番号4050001014890）
代表者本谷英治

茨城県猿島郡境町浦向
282-3

本社営業所
茨城県猿島郡境
町浦向282-3

輸送施設の使用停止
（70日車）

道路運送法第9条の2
第1項

令和4年5月24日、定期的な監査を実施。3件の違反が認められた。(1)
運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2第1項)､(2)運行指示書
の記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第28
条の2第1項)､(3)定期点検整備等の未実施(運輸規則第45条)

7 7

貨物 2022 11 24
株式会社永友（法人番号
9010601039205）代表
者：福田正己

東京都江戸川区南葛西
６－３３－８

茨城
茨城県坂東市沓
掛５７３８－１

許可の取り消し
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第5項

行政処分等を受けたにもかかわらず改善が認められないことを端緒と
して、令和4年3月15日、同年4月25日及び同年5月20日、監査を実施。
9件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第3条第4項）、(2)点呼の実施義務違反等（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条）、(3)点呼記録の不実記載（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条第5項）、(4)乗務等記録の記載事項違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条）、(5)運行記録計による記録
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、(6)運転者に対す
る指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、
(7)整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第3条の4）、(8)事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条
第3項）、(9)自動車に関する表示義務違反（道路運送法第95条）

84 24

貨物 2022 11 24
株式会社立明（法人番号
9120901037764）代表
者細川竜男

大阪府箕面市粟生外院3
丁目7-14

粟生外院
大阪府箕面市粟
生外院6-2-41

警告
貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和4年10月24日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。5
件の違反が認められた。（1）疾病、疲労等のおそれのある乗務（貨物
自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第6項）、
（2）点呼の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、
（3）乗務等の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第8条）、
（4）運転者台帳【記載事項等の不備】（安全規則第9条の5第1項）、
（5）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指
導及び監督の指針」による運転者に対する指導及び監督違反【一部不
適切】（安全規則第10条第1項）

0 0

タクシー 2022 11 24

東京・日本交通株式会社
(法人番号
8120001241565)代表者
古川篤志

大阪府大阪市福島区福
島6丁目2番6号

本社営業所
大阪府大阪市福
島区福島六丁目5
番11号

警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年10月14日、新規許可を端緒として監査を実施。1件の違反が認
められた。点呼の記録義務違反【記載事項の不備】(旅客自動車運送事
業運輸規則第24条第5項)

0 0

乗合バス 2022 11 24
阪急バス株式会社(法人
番号6120901019848)代
表者井波洋

大阪府池田市井口堂1丁
目9番21号

唐櫃
神戸市北区有野
町唐櫃字山町
1399－2

輸送施設の使用停止
(10日車)

道路運送法(以下｢
法｣)第16条第1項

令和4年7月25日、苦情を端緒として調査を実施。1件の違反が認められ
た。事業計画(路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者に
あっては、事業計画及び運行計画)に定める業務の確保違反(法第16条第
1項)

1 1

貸切バス 2022 11 24

株式会社家康コーポレー
ション(法人番号
9010401098491)代表者
海江田司

福岡県大野城市仲畑一
丁目7番14号

大阪営業所
大阪府堺市美原
区平尾3303番1号

警告(処分日車数40日
車のため、一般貸切
旅客自動車運送事業
者に対する行政処分
等の基準3．(6)によ
る)

道路運送法第27条第
3項

令和4年10月11日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。2件の違
反が認められた。（1）運送引受書の交付義務違反【記載事項の不備】
(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣）第7条の2第1項）、
（2）点呼の記録義務違反【記録なし又は記録の保存なし】(運輸規則
第24条第5項)

5 4

貸切バス 2022 11 24
PHA株式会社(法人番号
3140002050381)代表者
小國栄作

兵庫県姫路市青山西1丁
目9番10号

本社
兵庫県姫路市西
今宿二丁目1-10

警告(処分日車数50日
車のため、一般貸切
旅客自動車運送事業
者に対する行政処分
等の基準3．(6)によ
る)

道路運送法第27条第
3項

令和4年9月13日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。2件の違反
が認められた。（1）乗務員台帳の作成、備付け義務違反【記載事項等
の不備】(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣）第37条第1
項)、（2）｢旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行
う指導及び監督の指針｣による運転者に対する特別な指導及び適性診断
受診義務違反【適性診断の受診状況】(運輸規則第38条第2項）

10 5

貨物 2022 11 25
株式会社岩手特殊(法人
番号5400002007403)代
表者三浦美智子

岩手県岩手郡岩手町大
字一方井第7地割209番
地1

本社営業所

岩手県岩手郡岩
手町大字一方井
字第7地割209番
地1

文書警告
法第17条第1項1
号、法第17条第4項

令和4年11月8日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、3件の違
反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反（安全規則第3条第
4項）、（2）運転者台帳の作成義務違反（安全規則第9条の5第1項）、
（3）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2022 11 25
有限会社タケダ急便（法
人番号8080102010840)
代表者武田公男

静岡県三島市徳倉2-5-
34

本社営業所
静岡県沼津市原
町中2丁目15-2ｻ
ﾆｰﾌﾗｯﾄB-102

輸送施設の使用停止
(40日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和4年4月14日､関係機関からの情報を端緒として､監査を実施｡9件の
違反が認められた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法
施行規則第2条第1項第4号)､(2)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(3)点呼の実施義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(4)点呼の記録義務違
反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)点呼の記録記載事
項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(6)乗務等の記録
記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(7)特定の運転
者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項)､(8)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第2項)､(9)事業実績報告書未提出(貨物自動車運送
事業法第60条第1項)
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貨物 2022 11 25
有限会社三基（法人番号
2190002020240)代表者
谷口浩通

三重県四日市市大井手1
丁目1-36

津営業所
三重県津市雲出
長常町1129番地
11

輸送施設の使用停止
(65日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第6条第1
項第1号

令和4年5月10日､公安委員会からの通知を端緒として､監査を実施｡10件
の違反が認められた｡(1)配置車両数違反(貨物自動車運送事業法施行規
則第6条第1項第1号)､(2)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第3条第4項)､(3)健康診断未受診(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第3条第6項)､(4)定期点検未実施(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条の2)､(5)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)､(6)点呼の記録記載事項不
備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(7)運行指示書の作成
義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)､(8)運転者
に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第
1項)､(9)運行管理補助者の要件違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第18条第3項)､(10)事業報告書及び輸送実績報告書未提出(貨物自動車運
送事業法第60条第1項)

7 7

貨物 2022 11 28
有限会社石山運送（法人
番号2180002073363)代
表者石山信吾

愛知県尾張旭市東山町
2-10-5

本社営業所
愛知県尾張旭市
東山町2-10-5

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和4年10月11日､監査方針に基づき､監査を実施｡5件の違反が認められ
た｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第4項)､(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条第1項及び第2項並びに第3項)､(3)点呼の記録義務違反(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(4)乗務等の記録記載事項不備(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(5)運行指示書の作成義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)

0 0

貨物 2022 11 28

株式会社尼崎ローリー
(法人番号
4140001047361)代表者
中条一樹

兵庫県尼崎市東海岸町
11番地

本社
兵庫県尼崎市東
海岸町11番地

輸送施設の使用停止
(10日車)

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

令和4年5月27日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。2件
の違反が認められた。（1）事業計画変更認可違反【自動車車庫の位置
及び収容能力違反】（貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4
号）、（2）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して
行う指導及び監督の指針」による運転者に対する指導及び監督違反
【一部不適切】（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

1 1

乗合バス 2022 11 28

長崎自動車株式会社（法
人番号
2310001001369）代表
者嶋崎真英

長崎県長崎市新地町３
番１７号

桜の里営業
所

長崎県長崎市さ
くらの里3丁目
382番3

文書勧告
道路運送法第２７条
第３項

令和4年9月15日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)早発の禁止
違反（旅客自動車運送事業運輸規則第12条）
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貨物 2022 11 29

有限会社新和運輸（法人
番号５４４０００２００
７６０６）代表者秋田武
美

北海道北斗市東前３－
２３

本社営業所
北海道北斗市東
前３－２３

輸送施設の使用停止
（５０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項第１
号、法第１７条第４
項

令和３年１２月６日及び令和４年３月１８日、公安委員会からの通報
等を端緒として監査を実施。６件の違反が認められた。（１）乗務時
間等の基準の遵守義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下
「安全規則」）第３条第４項）、（２）点呼の実施義務違反（安全規
則第７条第１項、第２項、第３項）、（３）運行記録計による記録保
存義務違反（安全規則第９条）、（４）事故の記録事項義務違反（安
全規則第９条の２）、（５）運転者に対する指導監督義務違反（安全
規則第１０条第１項）、（６）特定運転者に対する適性診断受診義務
違反（安全規則第１０条第２項）

5 5

貨物 2022 11 29

北晃運輸株式会社（法人
番号２４３０００１０５
４５３７）代表者村上克
司

北海道苫小牧市新明町
１丁目５番７号

本社営業所
北海道苫小牧市
新明町１丁目５
番７号

輸送施設の使用停止
（１０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
９条第１項、法第１
７条第４項、法第２
４条

令和４年７月１３日、公安委員会からの通報等を端緒として監査を実
施。３件の違反が認められた。（１）事業計画変更認可義務違反［乗
務員の休憩・睡眠施設の位置及び収容能力］（貨物自動車運送事業法
施行規則第２条第１項第５号）、（２）事故の記録事項義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第９条の２）、（３）事故の届出義務
違反（貨物自動車運送事業法第２４条）

1 1

貨物 2022 11 29

株式会社ＧＭＴトランス
ポート（法人番号６４３
０００１０７２７８２）
代表者伊藤一寿

北海道石狩市新港中央
２丁目７５８番地５

本社営業所
北海道石狩市新
港中央２丁目７
５８番地５

輸送施設の使用停止
（６３日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項第１
号、法第１７条第１
項第２号、法第１７
条第４項、法第６０
条第１項

令和４年７月２６日、改善報告不履行を端緒として監査を実施。９件
の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、
（２）疾病・疲労等のおそれのある乗務（安全規則第３条第６項）、
（３）日常点検の実施義務違反（安全規則第３条の２）、（４）点呼
の記録義務違反（安全規則第７条第５項）、（５）運行指示書の作
成、指示又は携行義務違反（安全規則第９条の３第１項から３項）、
（６）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第１０条第１
項）、（７）特定運転者に対する特別な指導義務違反（安全規則第１
０条第２項）、（８）特定運転者に対する適性診断受診義務違反（安
全規則第１０条第２項）、（９）報告義務違反（貨物自動車運送事業
法第６０条第１項）
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貨物 2022 11 29

北翔運輸有限会社（法人
番号１４６０００２００
５５９４）代表者宮下静
代

北海道釧路市大楽毛西
２丁目３０番３号

本社営業所
北海道釧路市大
楽毛西２丁目３
０番３号

輸送施設の使用停止
（８０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
９条第１項、法第１
７条第１項第１号、
法第１７条第４項

令和４年７月２８日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を
端緒として監査を実施。４件の違反が認められた。（１）事業計画変
更認可義務違反［自動車車庫の位置及び収容能力］（貨物自動車運送
事業法施行規則第２条第１項第４号）、（２）乗務時間等の基準の遵
守義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）
第３条第４項）、（３）運行記録計による記録の不実記載（安全規則
第９条）、（４）運転者に対する指導監督の記録事項義務違反（安全
規則第１０条第１項）

8 8

貨物 2022 11 29

有限会社アサヒ・ライジ
ング（法人番号３４６０
３０２００１７０５）代
表者鈴木浩一

北海道北見市東相内町
１７１番地５６

本社（利
兼）営業所

北海道北見市東
相内町１７１番
地５６

輸送施設の使用停止
（６０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
９条第３項前段、法
第１７条第１項第１
号、法第１７条第４
項

令和４年８月２日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を端
緒として監査を実施。５件の違反が認められた。（１）各営業所に配
置する事業用自動車の種別ごとの数違反（貨物自動車運送事業法施行
規則第６条第１項）、（２）乗務時間等の基準の遵守義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、
（３）疾病・疲労等のおそれのある乗務（安全規則第３条第６項）、
（４）点呼の記録事項義務違反（安全規則第７条第５項）、（５）運
転者に対する指導監督義務違反（安全規則第１０条第１項）

13 6

貨物 2022 11 29
株式会社義建（法人番号
1011701010079）代表
者：新岡幸紀

東京都江戸川区春江町
２－１２－６

本社
東京都江戸川区
春江町２－１２
－６

輸送施設の使用停止
（80日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

公安委員会からの通知を端緒として、令和４年8月23日、監査を実施。
1件の違反が認められた。(1)過積載運送（貨物自動車運送事業法第17
条第3項）

11 8

貨物 2022 11 29

泰洋トランスポート株式
会社（法人番号
6060001027345）代表
者：大塚泰貴

栃木県日光市木和田島
３０３６－２８－１０
１

本社
栃木県日光市木
和田島３０３６
－２８－１０１

輸送施設の使用停止
（70日車）

貨物自動車運送事業
法第24条の4、貨物
自動車運送事業法施
行規則第14条第3号

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年4月12日及び同
年5月13日、監査を実施。12件の違反が認められた。(1)乗務時間等告
示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、(2)点
呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(3)乗
務等記録の記載事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条）、
(4)運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第9条）、(5)運行記録計による記録の保存義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第9条）、(6)運転者に対する指導監督違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第10条第1項）、(7)日常点検の実施違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第47条の2）、
(8)整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第3条の4）、(9)事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9
条第1項）、(10)事業の適確な遂行に係る遵守事項のうち損害賠償の支
払い能力確保義務違反（貨物自動車運送事業法第24条の4、貨物自動車
運送事業法施行規則第14条第3号）、(11)報告義務違反（貨物自動車運
送事業法第60条第1項）、(12)自動車に関する表示義務違反（道路運送
法第95条）

7 7



貨物 2022 11 29
三成工業株式会社（法人
番号8011601002649）
代表者：橋本賢一

東京都練馬区富士見台
４－２９－８

本社
東京都練馬区富
士見台４－２９
－８

輸送施設の使用停止
（50日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

公安委員会からの通知を端緒として、令和4年7月11日、監査を実施。1
件の違反が認められた。(1)過積載運送（貨物自動車運送事業法第17条
第3項）

5 5

貨物 2022 11 29

第三運輸倉庫株式会社
（法人番号
8011701004677）代表
者：勝田修

東京都江戸川区平井７
－２－２０

本社
東京都江戸川区
平井７－２－２
０

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和4年5
月27日及び同年6月3日、監査を実施。4件の違反が認められた。(1)運
転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10
条第1項）、(2)定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条の2、道路運送車両法第48条）、(3)整備管理者の研修受講義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4）、(4)運行管理者
の解任届出違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条）

2 2

貨物 2022 11 29
有限会社神農物流（法人
番号1120002009654）
代表者神農隆資

大阪府大阪市生野区巽
中2丁目5番34号

本社
大阪府東大阪市
水走4丁目4番1

輸送施設の使用停止
(180日車)

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和4年5月25日及び同年7月19日、公安委員会からの通知を端緒に監査
を実施。8件の違反が認められた。（1）疾病、疲労等のおそれのある
乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第
6項）、（2）点検整備違反【定期点検整備等の未実施】（安全規則第3
条の2、道路運送車両法第48条）、（3）整備管理者の研修受講義務違
反【研修未受講】（安全規則第3条の4）、（4）点呼の記録違反【記
録】（安全規則第7条第5項）、（5）乗務等の記録違反【記録】（安全
規則第8条）、（6）運行記録計による記録違反【記録】（安全規則第9
条）、（7）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して
行う指導及び監督の指針」による運転者に対する指導及び監督違反
【大部分不適切】（安全規則第10条第1項）、（8）運行管理者の講習
受講義務違反（安全規則第23条第1項）

18 18

タクシー 2022 11 29

旭川合同自動車株式会社
（法人番号９４５０００
１０００３０１）代表者
中川昌信

北海道旭川市大雪通９
丁目５１１番地１

本社営業所
北海道旭川市大
雪通９丁目５１
１番地１

輸送施設の使用停止
（７０日車）及び文
書警告

道道路運送法第２７
条第３項、道路運送
法施行規則第６６条
第１項

令和４年５月１１日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を
端緒として監査を実施。１０件の違反が認められた。（１）乗務時間
等の基準の遵守義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸
規則」）第２１条第１項）、（２）疾病・疲労等のおそれのある乗務
（運輸規則第２１条第５項）、（３）乗務員台帳の記載事項義務違反
（運輸規則第３７条第１項）、（４）運転者に対する指導監督義務違
反（運輸規則第３８条第１項）、（５）運転者に対する指導監督の記
録義務違反（運輸規則第３８条第１項）、（６）運転者に対する指導
監督の記録事項義務違反（運輸規則第３８条第１項）、（７）特定運
転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第３８条第２項）、
（８）指導主任者選任義務違反（運輸規則第４０条第２項）、（９）
整備管理者の選任（変更）の届出義務違反（運輸規則第４５条）、
（１０）運行管理規程の制定義務違反（運輸規則第４８条の２第１
項）

7 7

タクシー 2022 11 29

大和交通株式会社（法人
番号８４３０００１０２
０５７４）代表者小村一
隆

北海道札幌市白石区栄
通１丁目３番６号

本社営業所
北海道札幌市白
石区栄通１丁目
３番６号

文書警告
道道路運送法第２７
条第３項

令和４年９月１５日、公安委員会からの通報等を端緒として監査を実
施。６件の違反が認められた。（１）点呼の記録事項義務違反（旅客
自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第２４条第５項）、
（２）事故の記録事項義務違反（運輸規則第２６条の２）、（３）運
転者に対する指導監督義務違反（運輸規則第３８条第１項）、（４）
運転者に対する指導監督の記録義務違反（運輸規則第３８条第１
項）、（５）運転者に対する指導監督の記録事項義務違反（運輸規則
第３８条第１項）、（６）定期点検整備の実施義務違反（運輸規則第
４５条第１号）

0 0

タクシー 2022 11 29 眞志喜朝一 東京都練馬区 個人 東京都練馬区
輸送施設の使用停止
（10日車）

道路運送車両法第５
８条第１項

令和4年3月15日、法令違反の疑いがある旨の情報を端緒としてを実
施。2件の違反が認められた。(1)乗務記録の記録事項の不備(旅客自動
車運送事業運輸規則第25条)､(2)無車検運行(道路運送車両法第58条第1
項)

1 1

貸切バス 2022 11 29

株式会社ソーゴバス（法
人番号２４３０００２０
４５０８０）代表者中田
正敏

北海道札幌市東区中沼
２条１丁目１－６

本社営業所
北海道札幌市東
区中沼２条１丁
目１－６

処分日車数２０日車
のため、一般貸切旅
客自動車運送事業者
に対する行政処分等
の基準３．（６）に
より文書警告

道路運送法第２７条
第３項

令和４年１０月４日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を
端緒として監査を実施。１件の違反が認められた。（１）特定運転者
に対する適性診断受診義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３８
条第２項）

2 2

貸切バス 2022 11 29
株式会社悠創（法人番号
９４３０００１０４２０
８０）代表者中村誠一

北海道札幌市厚別区厚
別西７７０－２

さっぽろ慎
観光バス営
業所

北海道札幌市厚
別区厚別西７７
０－２

処分日車数３０日車
のため、一般貸切旅
客自動車運送事業者
に対する行政処分等
の基準３．（６）に
より文書警告

道路運送法第２７条
第３項

令和４年１１月１日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を
端緒として監査を実施。２件の違反が認められた。（１）疾病、疲労
等のおそれのある乗務（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規
則」）第２１条第５項）、（２）運行記録計による記録義務違反（運
輸規則第２６条第１項）

3 3

貸切バス 2022 11 29
株式会社秀和観光（法人
番号2060001002277）
代表者鈴木勝利

栃木県宇都宮市下砥上
町670-2

本社営業所
栃木県宇都宮市
下砥上町670-2

文書警告（処分日車
数40日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和4年9月27日、定期的な監査を実施。3件の違反が認められた。(1)
運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢
運輸規則｣)第38条第1項)､(2)定期点検整備等の未実施(運輸規則第45
条)､(3)報告義務違反(道路運送法第94条第1項)

4 4

貨物 2022 11 30

大虎運輸北東北株式会社
（法人番号
2400001006227）代表
者梶本幸司

岩手県北上市流通ｾﾝﾀｰ4
番47

秋田営業所
秋田県秋田市御
所野堤台1丁目5-
3

輸送施設の使用停止
（20日車）及び文書
警告

法第17条第1項第1
号、法第17条第4項

令和4年3月24日及び5月10日、監査方針を端緒として監査を実施した結
果、6件の違反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反（安全
規則第3条第4項）、（2）点呼の記録義務違反（安全規則第7条第5
項）、（3）運行指示書の記載義務違反（安全規則第9条の3第1項）、
（4）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）、
（5）事故惹起運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第2
項）、（6）事故惹起運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則
第10条第2項）

2 2

貨物 2022 11 30

浜松トラック株式会社
（法人番号
2080401004160)代表者
北原慎介

静岡県浜松市西区桜台2
丁目26-1

本社営業所
静岡県浜松市西
区桜台2丁目26-1

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第2項

令和4年10月11日､監査方針に基づき､監査を実施｡2件の違反が認められ
た｡(1)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第2項)､(2)運行管理者の解任届出違反(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第19条)

0 0

タクシー 2022 11 30

北九州第一交通株式会社
（法人番号
7290801002663）代表
者大橋健二

福岡県北九州市小倉北
区下富野3丁目9番3号

門司港営業
所

福岡県北九州市
門司区鳴竹1-
139-26

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年11月25日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対
する指導監督違反（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

貸切バス 2022 11 30
有限会社琴空バス（法人
番号1470002014495）
代表者礒野松司

香川県仲多度郡まんの
う町佐文801-1

本社営業所
香川県仲多度郡
まんのう町佐文
801-1

文書警告
道路運送法第15条第
3項、第27条第3項

令和4年11月9日、監査方針に基づき監査を実施したところ、2件の違反
が確認された。(1)営業所配置車両数の変更について届出をしていな
かったこと（道路運送法第15条第3項）、(2)高齢運転者対して事業用
自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項についての特別
な指導が不適切であったこと（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2
項）

3 3



貨物 2022 12 1
株式会社熊谷重機（法人
番号5320002021577）
代表者熊谷寿之

大分県中津市山国町守
実2359番地の3

本社営業所
大分県中津市山
国町大字守実
2358-1

輸送施設の使用停止
（10日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第2号、法第
17条第4項、法第24
条の3、法第60条第
1項

令和4年6月16日、監査実施。8件の違反が認められた。(1)輸送の安全
に関わる情報の公表違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下｢安全
規則｣）第2条の8)、(2)整備管理者の研修受講義務違反(安全規則第3条
の4)、(3)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(4)乗務等の
記録事項義務違反(安全規則第8条)、(5)運転者台帳の記載事項義務違反
(安全規則第9条の5第1項)、(6)運転者に対する指導監督違反(安全規則
第10条第1項)、(7)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録
保存違反(安全規則第10条第1項)、(8)報告義務違反(貨物自動車運送事
業報告規則第2条第1項)

1 1

乗合バス 2022 12 1
伊丹市(法人番号
8000020282073)代表者
増田平

兵庫県伊丹市広畑3丁目
1番地

伊丹市交通
局

兵庫県伊丹市広
畑3丁目1番地

警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年8月25日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。｢旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対し
て行う指導及び監督の指針｣による運転者に対する指導監督義務違反(旅
客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

乗合バス 2022 12 1
神戸市(法人番号
9000020281000)代表者
城南雅一

兵庫県神戸市兵庫区御
崎町1丁目2番1号

垂水営業所
兵庫県神戸市垂
水区本多聞3丁目
10番1号

警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年8月29日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。｢旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対し
て行う指導及び監督の指針｣による運転者に対する指導監督義務違反(旅
客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

3 0

貸切バス 2022 12 1
ﾏﾙｲﾁ工業株式会社（法人
番号6420001008531）
代表者東條照子

青森県西津軽郡鰺ヶ沢
町大字赤石町字砂山139
番地

五所川原営
業所

青森県五所川原
市大字姥萢字桜
木267-1

輸送施設の使用停止
（60日車）

道路運送法第10条第
1項

令和4年8月30日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、1件の違
反が認められた｡（1）運賃又は料金の割戻しの禁止違反（道路運送法
第10条第1項）

6 6

貸切バス 2022 12 1
株式会社GoodOne(法人
番号2160001020491)代
表者橋本真奈美

滋賀県東近江市五個荘
竜田町661番地2

本社
滋賀県東近江市
五個荘竜田町661
番地2

警告(処分日車数20日
車のため、一般貸切
旅客自動車運送事業
者に対する行政処分
等の基準3．(6)によ
る)

道路運送法第27条第
3項

令和4年10月7日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。2件の違反
が認められた。（1）運送引受書の交付義務違反【記載事項の不備】
(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣）第7条の2第1項）、
（2）運行指示書の作成等義務違反【記載事項等の不備】(運輸規則第
28条の2第1項)

18 2

貸切バス 2022 12 1

帝産湖南交通株式会社
(法人番号
9160001012986)代表者
大西真澄

滋賀県草津市山寺町188
番地

草津営業所
滋賀県草津市山
寺町188番地

警告(処分日車数30日
車のため、一般貸切
旅客自動車運送事業
者に対する行政処分
等の基準3．(6)によ
る)

道路運送法第27条第
3項

令和4年10月3日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。3件の違反
が認められた。（1）点呼の記録義務違反【記載事項の不備】(旅客自
動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣）第24条第5項)、（2）乗務等
の記録義務違反【記録事項の不備】(運輸規則第25条第1項、第2項、第
4項）、(3)運行記録計による記録義務違反【記録なし又は記録の保存な
し】(運輸規則第26条第1項)

3 3

貨物 2022 12 2

有限会社マルマン商事
（法人番号
6210002009640)代表者
万月与志男

福井県大野市田野第42-
3

本社営業所
福井県大野市田
野第42-3

輸送施設の使用停止
(110日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和4年8月2日､酒気帯び運転をしたことを端緒として､監査を実施｡10
件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)､(3)乗務等の
記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(4)事故の
記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の2)､(5)運行指示
書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)､
(6)運行指示書の記載事項等の不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
9条の3第1項)､(7)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第1項)､(8)運転者に対する指導監督記録義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(9)運行管理者に対す
る指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条)､(10)自
動車事故報告書未届出(貨物自動車運送事業法第24条)

11 11

貨物 2022 12 2

ネットロジス株式会社
（法人番号
6180001079853)代表者
河村幸俊

愛知県瀬戸市山の田町
155

瀬戸営業所
愛知県瀬戸市山
の田町155

輸送施設の使用停止
(10日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の4

令和4年6月10日､監査方針に基づき､監査を実施｡6件の違反が認められ
た｡(1)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条の4)､(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第7条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第7条第5項)､(4)乗務等の記録義務違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第8条)､(5)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第8条)､(6)運行記録計による記録義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第9条)

1 1

貸切バス 2022 12 2
温泉交通株式会社（法人
番号4300001007786）
代表者山口五男

佐賀県東松浦郡玄海町
今村5478-1

本社営業所
佐賀県東松浦郡
玄海町今村5478-
1

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年11月15日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対
する指導監督違反（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

貨物 2022 12 5

ＧＯＬＩＮＥ株式会社
（法人番号
9120901037657）代表
者鎌田大作

大阪府豊能郡能勢町平
通264-1

本社
大阪府豊能郡能
勢町平通63番地
の11

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和4年5月27日及び同年7月6日、関係機関からの情報を端緒に監査を
実施。7件の違反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用
自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、
（2）疾病、疲労等のおそれのある乗務（安全規則第3条第6項）、
（3）整備管理者の研修受講義務違反【研修未受講】（安全規則第3条
の4）、（4）点呼の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第
5項）、（5）乗務等の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第8
条）、（6）運行記録計による記録違反【記録】（安全規則第9条）、
（7）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指
導及び監督の指針」による運転者に対する指導及び監督違反【一部不
適切】（安全規則第10条第1項）

3 3

貨物 2022 12 5
株式会社グローバル(法
人番号8250001008596)
代表者横瀬憲導

山口県防府市大字新田
字築地2039番地3

本社営業所
山口県防府市大
字新田字築地
2039番地3

輸送施設の使用停止
(30日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号及び同条第4項

令和3年11月24日及び令和4年7月28日、情報提供を端緒として監査を
実施。10件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)疾病、
疲労等のおそれのある乗務禁止違反(安全規則第3条第6項)、(3)点呼の
実施義務違反(安全規則第7条第1項、第2項及び第3項)、(4)点呼の記録
義務違反(安全規則第7条第5項)、(5)点呼の記録事項義務違反(安全規則
第7条第5項)、(6)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条第1項)、
(7)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(8)運行指示書の
記載事項義務違反(安全規則第9条の3第1項及び第2項)、(9)運転者台帳
の記載事項義務違反（安全規則第9条の5第1項）、(10)運転者に対する
指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1項)

3 3

タクシー 2022 12 5
東洋交通株式会社(法人
番号3140001013686)代
表者橘信之

兵庫県神戸市兵庫区駅
南通2丁目2番地10号

本社
兵庫県神戸市兵
庫区駅南通2丁目
2番地10号

警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(駐
停車違反)が過去一年以内に3件に達した。｢旅客自動車運送事業者が事
業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針｣による運転者に
対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

タクシー 2022 12 5

株式会社下関平成タク
シー(法人番号
1250001005724)代表者
藤野秀之

山口県下関市細江町2丁
目2番地28号

本社営業所
山口県下関市細
江町2丁目3番地2
号

輸送施設の使用停止
(10日車)

道路運送法第27条第
3項

令和4年6月23日、情報提供を端緒として監査を実施。1件の違反が認め
られた。運行管理者の講習(一般講習)受講義務違反(旅客自動車運送事
業運輸規則第48条の4第1項)

1 1

貸切バス 2022 12 5
芙蓉観光有限会社（法人
番号8290002055155）
代表者野田恭章

佐賀県佐賀市蓮池町大
字蓮池159-3

本社営業所
佐賀県神埼市千
代田町崎村新地
1743-2

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年11月15日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)乗務員台帳
の記載事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第37条第1項）

1 1



貸切バス 2022 12 5

株式会社明倫観光バス
（法人番号
4350001011189）代表
者橋口清和

宮崎県児湯郡高鍋町北
高鍋1192-4

本社営業所
宮崎県児湯郡高
鍋町北高鍋1192-
4

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年10月27日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)乗務員台帳
の記載事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第37条第1項）

0 0

貨物 2022 12 6
栃木輸送株式会社（法人
番号8060001017427）
代表者：大杉正和

栃木県栃木市大平町真
弓１５９０－４

本社
栃木県栃木市大
平町真弓１５９
１－２

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和4年5
月26日及び同年7月5日、監査を実施。7件の違反が認められた。(1)乗
務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4
項）、(2)点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条）、(3)運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第1項）、(4)事故惹起運転者に対する指導監督違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、(5)事故惹起運転者に
対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10
条第2項）、(6)運行管理者の解任届出違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第19条）、(7)事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法
第9条第1項）

3 3

貨物 2022 12 6

株式会社ＧＥＮＤＡ（法
人番号
6060002038192）代表
者：源田卓也

栃木県足利市県町２０
６－５

本社
栃木県足利市県
町２０６－５

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年5月10日及び同
年6月27日、監査を実施。5件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示
の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、(2)点呼
の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(3)乗務
等記録の記載事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条）、(4)
運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9
条）、(5)運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第1項）

2 2

貨物 2022 12 6
有限会社神藤運輸（法人
番号5070002029497）
代表者：神藤隆行

群馬県邑楽郡邑楽町大
字中野９２

本社
群馬県邑楽郡邑
楽町大字中野９
０－１

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年7月20日、監査
を実施。3件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、(2)点呼記録の記載事項違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）、(3)運転者に対す
る指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2022 12 6
株式会社京浜運輸（法人
番号7060001032006）
代表者：小平栄

栃木県栃木市大平町横
堀１４１１－２

栃木
栃木県栃木市大
平町横堀１４１
１－２

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年11月8日、監査
を実施。1件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）

0 0

貨物 2022 12 6

しんいずみ運送株式会社
（法人番号
8140001076282）代表
者内藤康匡

兵庫県加西市河内町715 物流倉庫
兵庫県加西市河
内町字芝ノ垣内
423-4

警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和4年10月4日、死亡事故を引き起こしたことを端緒に監査を実施。5
件の違反が認められた。（1）点呼の記録違反【記載事項等の不備】
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第7条第5
項）、（2）乗務等の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第8
条）、（3)運転者台帳【記載事項等の不備】（安全規則第9条の5第1
項）、（4）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して
行う指導及び監督の指針」（以下「指導監督告示」）による運転者に
対する指導及び監督違反【一部不適切】（安全規則第10条第1項）、
（5）指導監督告示による運転者に対する指導及び監督に係る記録の作
成・保存【記載事項等の不備】（安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2022 12 6

株式会社クルシマトラン
スポートライン（法人番
号5500001013400）代
表者長谷部芳利男

愛媛県今治市東鳥生町5
丁目16番

宇多津営業
所

香川県綾歌郡宇
多津町浜三番丁
22-3

輸送施設の使用停止
（50日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法第9条第3項前段、
第17条第1項第1
号、第2号、第4項、
道路運送車両法第49
条

令和4年7月6日、同年8月1日及び同年同月24日、貨物自動車運送事業に
関する監査方針に基づき監査を実施したところ、8件の違反が確認され
た。(1)営業所に配置する車両数等の変更を届け出ていなかったこと
（貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1号）、(2)運転者の過
労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間の限度を超え、
また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があっ
たこと（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条
第4項）、(3)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、１箇月の
拘束時間の限度を超えて乗務していた者があったこと（安全規則第3条
第4項）、(4)点検整備記録簿等の記載すべき事項が不適切であったこと
（安全規則第3条の2）、(5)運転者に対する点呼が確実になされていな
かったこと（安全規則第7条第1項、第2項、第3項）、(6)運転者に対す
る点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと（安全規則第7条第
5項）、(7)運転者台帳について定められた事項の記録が不適切であった
こと（安全規則第9条の5第1項）、(8)事業用自動車の運行の安全を確
保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと
（安全規則第10条第1項）

5 5

タクシー 2022 12 6

多摩川ハイヤー株式会社
（法人番号
4020001066547）代表
者山本弘

神奈川県川崎市高津区
溝口3ｰ19ｰ12

本社
神奈川県川崎市
高津区溝ﾉ口3ｰ
19ｰ12

輸送施設の使用停止
（85日車）

道路運送法第１３条

令和4年2月18日及び令和4年3月4日、法令違反の疑いがある旨の情報を
端緒として監査を実施。11件の違反が認められた。(1)運送引受義務違
反(道路運送法(以下､運送法)第13条)､(2)運行管理者の解任届出義務違
反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第68条第1項)､(3)点呼
の実施等義務違反(運輸規則第24条)､(4)運転者に対する指導監督義務違
反(運輸規則第38条第1項)､(5)高齢運転者に対する告示で定める特別な
指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､(6)高齢運転者に対する適性診断
受診義務違反(運輸規則第38条第2項)､(7)定期点検整備等の未実施(道路
運送車両法第48条)､(8)運行管理補助者の要件違反(運輸規則第47条の9
第3項)､(9)運行管理者の講習受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項)､
(10)報告義務違反(運送法第94条第1項)､(11)運転者証の返納等義務違反
(ﾀｸｼｰ業務適正化特別措置法第16条第1項､第2項)

9 9

貸切バス 2022 12 6
株式会社五稜（法人番号
9020001112635）代表
者相馬健一

神奈川県横浜市西区み
なとみらい2-2-1

成田空港営
業所

千葉県成田市前
林782-6ハイツ椎
名109

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第28条の2
第1項

令和4年9月5日及び令和4年9月15日、定期的な監査を実施。1件の違反
が認められた。(1)運行指示書の記載事項の不備(旅客自動車運送事業運
輸規則第28条の2第1項)

0 0

貸切バス 2022 12 6
有限会社ホース（法人番
号7010902018520）代
表者渡邉一馬

東京都目黒区五本木1-
40-1

本社営業所
東京都目黒区五
本木1-40-1

文書警告（処分日車
数40日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第24条第5
項

令和4年8月31日及び令和4年9月21日、定期的な監査を実施。2件の違
反が認められた。(1)点呼の記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則
(以下｢運輸規則｣)第24条第5項)､(2)乗務等の記録の記録事項の不備(運
輸規則第25条第2項)

4 4

貸切バス 2022 12 6
城西観光株式会社（法人
番号4050001032835）
代表者稲葉重雄

茨城県結城市武井585-2 本社営業所
茨城県結城市武
井585-2

文書警告（処分日車
数20日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

道路運送法第15条第
1項

令和4年10月6日及び令和4年11月1日、定期的な監査を実施。1件の違
反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(道路運送法第15条第1項)

6 2

貸切バス 2022 12 6

関東自動車株式会社（法
人番号
4030001001750）代表
者宇野三花

埼玉県さいたま市浦和
区仲町2-3-19

岩槻営業所

埼玉県さいたま
市岩槻区大字
尾ヶ崎字薬師谷
2248-3

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和4年8月9日、定期的な監査を実施。1件の違反が認められた。(1)運
転者に対する指導監督等義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条
第1項)

0 0

貨物 2022 12 7

サンワリューツー株式会
社（法人番号
2180301014027)代表者
飯田武司

愛知県刈谷市一里山町
家下80

本社営業所
愛知県豊明市栄
町神田143番1

輸送施設の使用停止
(20日車)

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

令和4年7月1日、重傷事故を引き起こしたとして､監査を実施｡2件の違
反が認められた｡(1)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第10条第1項)､(2)運転者に対する指導監督記録記載事
項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)

11 2



貨物 2022 12 7
有限会社港町運送(法人
番号7280002008692)代
表者米谷靖夫

島根県浜田市上府町イ
1835-14

浜田営業所
島根県浜田市上
府町イ1835‐14

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和4年11月8日及び同年11月17日、情報提供を端緒として監査を実
施。1件の違反が認められた。乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第3条第4項)

0 0

タクシー 2022 12 7

小豆島タクシー株式会社
(法人番号
2120001055913)代表者
高橋昌良

大阪府大阪市淀川区三
津屋南1丁目1番26号

本社
大阪府大阪市淀
川区三津屋北2丁
目18番19号

警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年9月28日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。2件の違反
が認められた。(1)点呼の記録義務違反【記載事項の不備】(旅客自動車
運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第24条第5項)、(2)｢旅客自動車運送
事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針｣によ
る運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)

0 0

貨物 2022 12 8
ＫＯＤＡ株式会社（法人
番号1130001029636）
代表者神田定一

京都府京都市伏見区深
草キトロ町12番地441号

本社
京都府京都市伏
見区竹田松林町
35番地

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

令和4年6月9日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。6件
の違反が認められた。（1）事業計画変更認可違反【乗務員の休憩・睡
眠施設の位置及び収容能力違反】（貨物自動車運送事業法施行規則第2
条第1項第5号）、（2）整備不良車両等【不正改造のもの】（貨物自動
車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条の2、道路運送車
両法第40条～43条、第47条）、（3）点呼の実施違反【未実施】（安全
規則第7条第1項～第3項）、（4）点呼の記録違反【記載事項等の不
備】（安全規則第7条第5項）、（5）乗務等の記録違反【記載事項等の
不備】（安全規則第8条）、（6）「貨物自動車運送事業者が事業用自
動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対す
る指導及び監督違反【一部不適切】（安全規則第10条第1項）

6 6

貨物 2022 12 8
有限会社もみじ産業(法
人番号7260002024064)
代表者小倉宏美

岡山県総社市門田342-3 本社営業所
岡山県総社市中
央6丁目7-115

輸送施設の使用停止
(110日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号及び同条第4項

令和4年1月7日及び同年3月11日、情報提供を端緒として監査を実施。9
件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)乗務時間等告示
のなお書き遵守違反(安全規則第3条第4項)、(3)疾病、疲労等のおそれ
のある乗務禁止違反(安全規則第3条第6項)、(4)点呼の実施義務違反(安
全規則第7条第1項、第2項及び第３項)、(5)点呼の記録義務違反(安全規
則第7条第5項)、(6)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条第1項)、
(7)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(8)運転者台帳の
記載事項義務違反（安全規則第9条の5第1項）、(9)運転者に対する指
導監督義務違反(安全規則第10条第1項)

11 11

貨物 2022 12 9

株式会社ＫＩＮＧＳＦＥ
ＮＩＸＥＸＰＲＥＳＳ
（法人番号
7180001131241)代表者
安田考宏

愛知県名古屋市緑区大
将ヶ根2丁目1007

本社営業所
愛知県名古屋市
緑区大将ヶ根2丁
目1007-309

輸送施設の使用停止
(10日車)

貨物自動車運送事業
法第８条第１項

令和4年5月27日及び令和4年6月3日､監査方針に基づき､監査を実施｡1
件の違反が認められた｡(1)事業計画に定めるところに従う義務違反（貨
物自動車運送事業法第８条第１項）

19 1

貨物 2022 12 9

株式会社ＫＩＮＧＳＦＥ
ＮＩＸＥＸＰＲＥＳＳ
（法人番号
7180001131241)代表者
安田考宏

愛知県名古屋市緑区大
将ヶ根2丁目1007

名北営業所
名古屋市北区大
我麻町116-302

輸送施設の使用停止
(175日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第3号

令和4年5月27日及び令和4年6月3日､監査方針に基づき､監査を実施｡12
件の違反が認められた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事
業法施行規則第2条第1項第3号)､(2)事業計画の変更認可違反(貨物自動
車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)､(3)乗務時間等基準告示の遵守
違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(4)健康診断未受診
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)､(5)定期点検未実施(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)､(6)点呼の実施義務違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)､(7)乗
務等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(8)
運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3
第1項)､(9)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第9条の5第1項)､(10)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(11)運行管理者に対する
指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条)､(12)運行
管理補助者の要件違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項)

19 18

貨物 2022 12 9
有限会社田口産業（法人
番号9200002027624)代
表者田口利一

岐阜県下呂市金山町金
山1786番地18

本社営業所
岐阜県下呂市金
山町金山1786番
地の3

輸送施設の使用停止
(80日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和4年4月22日､監査方針に基づき､監査を実施｡11件の違反が認められ
た｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第
1項第4号)､(2)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第4項)､(3)一の運行の勤務時間遵守違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第3条第4項)､(4)過積載運行禁止違反(貨物自動車運送
事業法第17条第3項)､(5)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)､(6)点呼の記録義務違反(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(7)点呼の記録記載事項不
備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(8)乗務等の記録義務
違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(9)運行記録計による記
録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(10)運行指示書の
作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)､(11)運
転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5
第1項)

8 8

貨物 2022 12 9
有限会社雅商事（法人番
号6180002068310)代表
者飯田貴士

愛知県春日井市気噴町
三丁目13番地8

本社営業所
愛知県春日井市
気噴町三丁目13
番地8

文書警告
貨物自動車運送事業
法施行規則第6条第1
項第1号

令和4年10月28日､公安委員会からの通知を端緒として､監査を実施｡2件
の違反が認められた｡(1)配置車両数違反(貨物自動車運送事業法施行規
則第6条第1項第1号)､(2)利用事業者の概要の変更違反(貨物自動車運送
事業法施行規則第7条第1項第4号)

0 0

貨物 2022 12 9
河正運輸株式会社（法人
番号6120101034994）
代表者河上秀俊

大阪府南河内郡河南町
大字山城613番地

本社
大阪府富田林市
喜志町1丁目12番
18号

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和4年6月6日及び同年6月27日、関係機関からの情報を端緒に監査を
実施。2件の違反が認められた。（1）疾病、疲労等のおそれのある乗
務（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第6
項）、（2）整備管理者の研修受講義務違反【研修未受講】（安全規則
第3条の4）

1 1

貨物 2022 12 9

アクシアロジ株式会社
（法人番号
8120001149263）代表
者安納一樹

大阪府枚方市長尾家具
町2丁目1-1

堺
大阪府堺市西区
山田2-190-18

輸送施設の使用停止
（50日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和4年6月15日、労働局からの通報を端緒に監査を実施。3件の違反が
認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤
務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則（以下「安全規則」)第3条第4項）、（2）疾病、疲労等の
おそれのある乗務（安全規則第3条第6項）、（3）点呼の記録違反【記
載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）

5 5

タクシー 2022 12 9

株式会社伊予観光タク
シー（法人番号
3500001008740）代表
者鶴田美津子

愛媛県伊予市宮下567-3 本社営業所
愛媛県伊予市宮
下567-3

輸送施設の使用停止
（10日車）、文書警
告

道路運送法第27条第
3項、第94条第1項

令和4年10月7日、労働局と合同で監査を実施したところ、5件の違反が
確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、１箇
月の休日労働の限度を超えて乗務していた者があったこと（旅客自動
車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第21条第1項）、(2)運転者
に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと（運輸規則
第24条第5項）、(3)運転者の乗務について定められた事項の記録が不
適切であったこと（運輸規則第25条第3項、第4項）、(4)高齢運転者に
対して事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項に
ついての特別な指導が不適切であったこと（運輸規則第38条第2項）、
(5)事業報告書の提出をしていなかったこと（道路運送法第94条第1
項）

1 1

タクシー 2022 12 9

中日本タクシー株式会社
（法人番号
1180001026463)代表者
大森英雄

愛知県名古屋市西区天
塚町1丁目11番地

山田営業所
愛知県名古屋市
西区玉池町109番
地

輸送施設の使用停止
(40日車)及び文書警
告

道路運送法第20条

令和4年6月16日、監査方針に基づき、監査を実施。5件の違反が認めら
れた。(1)営業区域外旅客運送違反(道路運送法第20条)､(2)健康診断未
受診(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第5項)､(3)点呼の記録記載事
項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)､(4)特定の運転者に
対する指導義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)､(5)特
定の運転者に対する運転適性診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則
第38条第2項)

4 4



貨物 2022 12 12

有限会社十枝内運輸（法
人番号
4420002018523）代表
者十枝内伸一郎

青森県上北郡七戸町字
森ヶ沢309番地の2

本社営業所
青森県上北郡七
戸町字森ヶ沢
309-2

文書警告
貨物自動車運送事業
法(以下｢法｣)第17条
第4項

令和4年12月7日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、2件の違
反が認められた｡（1）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則(以下｢安全規則｣)第9条）、（2）運転者に対する指
導監督義務違反（安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2022 12 12

大阪第一作業株式会社
（法人番号
1120901009176）代表
者亀井康宏

大阪府茨木市大手町3番
13号

本社
大阪府門真市三
ツ島6丁目20番2
号

警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和4年11月1日、労働局からの通報を端緒に監査を実施。2件の違反が
認められた。（1）点呼の記録違反【記載事項等の不備】（貨物自動車
運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第7条第5項）、（2）乗務
等の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第8条）

0 0

貨物 2022 12 12
愛媛急配株式会社（法人
番号7500001007986）
代表者弓削大介

愛媛県西予市野村町野
村9号14番地

宇和営業所
愛媛県西予市宇
和町大字清沢
1631

輸送施設の使用停止
（30日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号、第4項

令和4年9月8日、労働局と合同で監査を実施したところ、5件の違反が
確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、連続
運転時間の限度を超えて乗務していた者があったこと（貨物自動車運
送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、(2)運転者に
対する点呼が確実になされていなかったこと（安全規則第7条第1項、
第2項、第3項）、(3)運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適
切であったこと（安全規則第7条第5項）、(4)高齢運転者に対して事業
用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項についての特
別な指導が不適切であったこと（安全規則第10条第2項）、(5)高齢運
転者に対して法令で定められた適性診断を受診させていなかったこと
（安全規則第10条第2項）

3 3

貨物 2022 12 12
有限会社黒石建材（法人
番号8490002009941）
代表者黒石愛

高知県高岡郡越知町片
岡650番地1

本社営業所
高知県高知市朝
倉丙137-22

輸送施設の使用停止
（100日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法第9条第1項、第
17条第1項第1号、
第4項、第60条第1
項

令和4年8月10日、同年9月12日及び同年同月26日、公安委員会からの
通報を端緒として監査を実施したところ、10件の違反が確認された。
(1)営業所に配置する車両数等の変更の認可を受けていなかったこと
（貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第3号）、(2)運転者の勤
務時間及び乗務時間に従った乗務割等を定めていなかったこと（貨物
自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、(3)
運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、連続運転時間の限度
を超えて乗務していた者があったこと（安全規則第3条第4項）、(4)運
転者に対する点呼の実施が不適切であったこと（安全規則第7条第1
項、第2項、第3項）、(5)運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が
不適切であったこと（安全規則第7条第5項、(6)運転者の乗務について
定められた事項の記録が不適切であったこと（安全規則第8条）、(7)運
転者の乗務について定められた事項の記録に不実記載を行っていたこ
と（安全規則第8条）、(8)運行記録計による記録が確実になされていな
かったこと（安全規則第9条）、(9)事業用自動車の運行の安全を確保す
るために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと（安全
規則第10条第1項）、(10)事業報告書及び事業実績報告書の提出をして
いなかったこと（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

10 10

タクシー 2022 12 12

益田タクシー株式会社
(法人番号
7280001005113)代表者
藤原健三

島根県益田市赤城町6番
地22

益田営業所
島根県益田市赤
城町6番地22

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年11月18日及び同年12月2日、情報提供を端緒として監査を実
施。4件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動
車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第1項)、(2)点呼の実施
義務違反(運輸規則第24条第1項及び第2項)、(3)点呼の記録義務違反(運
輸規則第24条第5項)、(4)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5
項)

0 0

貸切バス 2022 12 12

有限会社久米島交通（法
人番号
8360002010160）代表
者安村達弘

沖縄県島尻郡久米島町
謝名堂109番地1号

本社営業所
沖縄県島尻郡久
米島町謝名堂109
番地1号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年10月31日、継続的な監視が必要な事業者であることを端緒に監
査を実施。1件の違反が認められた。(1)運行管理補助者の選任解任届違
反（旅客自動車運送事業運輸規則第68条）

29 0

貨物 2022 12 13

有限会社キタイチ（法人
番号７４６０１０２００
２９９８）代表者佐川一
也

北海道帯広市西２３条
南３丁目２８番地５メ
イプル２３３

有限会社キ
タイチ営業
所

北海道帯広市西
２３条南３丁目
２８番地５、２
８番地６

輸送施設の使用停止
（３０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項第１
号、法第１７条第１
項第２号、法第１７
条第４項、道路運送
法第９５条

令和４年６月２１日、関係機関からの情報を端緒として監査を実施。
７件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４
項）、（２）疾病・疲労等のおそれのある乗務（安全規則第３条第６
項）、（３）整備管理者の研修受講義務違反（安全規則第３条の
４）、（４）点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１項、第２項、
第３項）、（５）乗務等の記録事項義務違反（安全規則第８条）、
（６）特定運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第１０条
第２項）、（７）自動車に関する表示義務違反（道路運送法第９５
条）

3 3

貨物 2022 12 13

有限会社エムアンドエ
フ・サービス（法人番号
７４３０００２０５６９
７３）代表者伊藤直之

北海道虻田郡倶知安町
南１１条西１丁目４番
地７

本社営業所

北海道虻田郡倶
知安町南１１条
西１丁目４番地
７

輸送施設の使用停止
（１００日車）及び
文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
９条第１項法第１７
条第１項第２号、法
第１７条第４項、法
第６０条第１項

令和４年７月２８日及び令和４年８月１日、関係機関からの情報を端
緒として監査を実施。８件の違反が認められた。（１）事業計画変更
認可義務違反［自動車車庫の位置及び収容能力］（貨物自動車運送事
業法施行規則（以下「施行規則」）第２条第１項第４号）、（２）事
業計画変更認可義務違反［乗務員の休憩・睡眠施設の位置及び収容能
力］（施行規則第２条第１項第５号）、（３）整備管理者の選任（変
更）届出義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第３条の２）、（４）整備管理者の研修受講義務違反（安全規
則第３条の４）、（５）点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１
項、第２項、第３項）、（６）点呼の記録事項義務違反（安全規則第
７条第５項）、（７）点呼の記録の改ざん・不実記載（安全規則第７
条第５項）、（８）運転者台帳の記載事項義務違反（安全規則第９条
の５第１項）

10 10

貨物 2022 12 13
有限会社栄運送（法人番
号3400002007058）代
表者髙間舘美恵子

岩手県紫波郡紫波町平
沢字長尾沢88番地5

本社営業所
岩手県紫波郡紫
波町平沢字長尾
沢88番地5

輸送施設の使用停止
（50日車）及び文書
警告

法第17条第4項、法
第18条第1項

令和4年7月1日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、5件の違
反が認められた｡（1）点呼の実施義務違反違反（安全規則第7条第1
項、第2項、第3項）、（2）点呼の記録義務違反（安全規則第7条第5
項）、（3）運行指示書の作成義務違反（安全規則第9条の3第1項）、
（4）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）、
（5）運行管理補助者の要件違反（安全規則第18条第3項）

5 5

貨物 2022 12 13
大和物流株式会社（法人
番号3120001066744）
代表者：木下健治

大阪府大阪市西区阿波
座１－５－１６

久喜支店
埼玉県久喜市菖
蒲町三箇字新堀
向５－３

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

公安委員会からの通知を端緒として、令和4年7月27日、監査を実施。1
件の違反が認められた。(1)過積載運送（貨物自動車運送事業法第17条
第3項）

3 3

貨物 2022 12 13
株式会社ギオン（法人番
号6021001011763）代
表者：祇園義久

神奈川県相模原市中央
区南橋本１－５－１

八王子南セ
ンター

東京都八王子市
北野町５５９－
６

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年6月14日及び同
年6月21日、監査を実施。3件の違反が認められた。(1)点呼の実施義務
違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(2)運転者に対する
指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、
(3)事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）

1 1

タクシー 2022 12 13
鳳自動車株式会社（法人
番号3011801000779）
代表者上澤大祐

東京都葛飾区西水元5-
13-14

本社
東京都葛飾区西
水元5-13-14

輸送施設の使用停止
（20日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第３８条第
１項

令和4年3月16日、労働局からの通知を端緒として監査を実施。5件の違
反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(旅客自動車運送事業
運輸規則(以下､運輸規則)第21条第1項)､(2)点呼の記録事項義務違反(運
輸規則第24条第5項)､(3)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第
38条第1項)､(4)高齢運転者に対する告示で定める特別な指導義務違反
(運輸規則第38条第2項)､(5)初任･高齢運転者に対する適性診断受診義務
違反(運輸規則第38条第2項)

2 2



貸切バス 2022 12 13

有限会社東ハイヤー（法
人番号７４４０００２０
０８９８１）代表者松本
年弘

北海道久遠郡せたな町
北檜山区北檜山７８番
地

本社営業所
北海道久遠郡せ
たな町北檜山区
北檜山７８番地

処分日車数４０日車
のため、一般貸切旅
客自動車運送事業者
に対する行政処分等
の基準３．（６）に
より文書警告

道道路運送法第２７
条第３項

令和４年９月２０日及び令和４年９月２１日、その他事故、法令違
反、事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。３件の違反が認め
られた。（１）運転者に対する指導監督違反（旅客自動車運送事業運
輸規則（以下「運輸規則」）第３８条第１項）、（２）運転者に対す
る指導監督の記録違反（運輸規則第３８条第１項）、（２）運転者に
対する特別な指導義務違反（運輸規則第３８条第２項）

4 4

貸切バス 2022 12 13

株式会社亜細亜交通社大
功バス（法人番号
9040001044835）代表
者飯田忠光

千葉県成田市寺台242-3 本社営業所
千葉県成田市寺
台242-3

輸送施設の使用停止
（60日車）

道路運送法第43条の
15第9項

道路運送法第43条の15第4項の規定により、一般貸切旅客自動車運送適
正化機関（公益財団法人関東貸切バス適正化センター）に対し、負担
金を納付する義務があるにもかかわらず、令和2年度分の負担金を納付
せず、令和4年1月5日付け関自旅一第1277号による負担金納付命令（納
付期限令和4年2月4日）に従わなかったこと。(1)負担金納付命令違反
(道路運送法第43条の15第9項)

6 6

貸切バス 2022 12 13

株式会社オン・タイム
（法人番号
2010401006279）代表
者今井信夫

東京都港区東麻布2-20-
2

本社営業所
東京都港区東麻
布2-20-2

文書警告（処分日車
数30日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第1
項

令和4年8月3日及び令和4年8月22日、定期的な監査を実施。3件の違反
が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸
規則(以下｢運輸規則｣)第21条第1項)､(2)運行指示書の記載事項の不備
(運輸規則第28条の2第1項)､(3)運転者に対する指導監督等義務違反(運
輸規則第38条第1項)

26 3

貸切バス 2022 12 13
株式会社ＴＭＣ(法人番
号3140001054672)代表
者下山真人

兵庫県三田市木器768番
地

本社
兵庫県三田市駅
前町6-5-101

輸送施設の使用停止
(100日車)

道路運送法(以下｢
法｣)第9条の2第1項

令和4年6月27日、新規許可を端緒として監査を実施。5件の違反が認め
られた。（1）運賃料金事前届出、運賃料金変更事前届出違反(法第9条
の2第1項)、(2)運送引受書の交付義務違反【記載事項の不備】(旅客自
動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣）第7条の2第1項）、（3）点呼
の記録義務違反【記録なし又は記録の保存なし】(運輸規則第24条第5
項)、(4)点呼の記録義務違反【記載事項の不備】(運輸規則第24条第5
項)、(5)乗務等の記録義務違反【記録事項の不備】(運輸規則第25条第1
項、第2項、第4項)

10 10

貨物 2022 12 14

有限会社ロードマンエク
スプレス(法人番号
1260002022230)代表者
小川勝之

岡山県倉敷市上富井字
大西620-3

天城営業所
岡山県倉敷市藤
戸町天城734-3

輸送施設の使用停止
(110日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第9
条第1項、同条第3項
後段、法第11条、法
第17条第1項第1
号、同条同項第2
号、同条第4項及び
法第24条

令和3年11月8日及び令和4年2月10日、情報提供を端緒として監査を実
施。13件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車
運送事業法施行規則(以下「施行規則」)第2条第1項第4号)、(2)事業計
画の変更認可違反(施行規則第2条第1項第5号)、(3)事業計画の変更事後
届出違反(施行規則第7条第1項第3号)、(4)運送約款の掲示違反(法第11
条)、(5)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則
(以下「安全規則」)第3条第4項)、(6)乗務時間等告示のなお書き遵守違
反(安全規則第3条第4号)、(7)疾病、疲労等のおそれのある乗務禁止違
反(安全規則第3条第6項)、(8)整備管理者の変更届出義務違反(安全規則
第3条の2)、(9)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項、第2項及び第
3項)、(10)運行指示書の記載事項義務違反(安全規則第9条の3第1項)、
(11)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(12)運
転者に対する指導監督の記録義務違反(安全規則第10条第1項)、(13)事
故の届出義務違反（自動車事故報告規則第3条）

11 11

貨物 2022 12 15
丸西運輸株式会社（法人
番号5490001006298）
代表者丸岡英文

高知県南国市小籠780-4 本社営業所
高知県土佐市市
野々565-3

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

令和4年9月29日、公安委員会からの通報を端緒として監査を実施した
ところ、1件の違反が確認された。(1)過積載による運送の引き受けを
行っていたこと（貨物自動車運送事業法第17条第3項）

2 2

貨物 2022 12 16

株式会社エターナル（法
人番号６４６０１０１０
０４３１１）代表者吉永
英也

北海道帯広市西２４条
南３丁目４１番地２

帯広営業所
北海道帯広市西
十六条南６丁目
２０番地１

文書警告
貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

令和４年９月９日、関係機関からの情報を端緒として監査を実施。２
件の違反が認められた。（１）点呼の記録事項義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７条第５項）、（２）
運転者台帳の記載事項義務違反（安全規則第９条の５第１項）

0 0

貨物 2022 12 16
株式会社松居重建（法人
番号2200001007732)代
表者松居義政

岐阜県各務原市川島小
網町2105番地

本社営業所
岐阜県各務原市
川島小網町2105
番地

輸送施設の使用停止
(60日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和4年4月26日､監査方針に基づき､監査を実施｡8件の違反が認められ
た｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第4項)､(2)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
3条第6項)､(3)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条の4)､(4)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)､(5)点呼の記録記載事項不備
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(6)運行指示書の作成義
務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)､(7)特定の運
転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
10条第2項)､(8)一般講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第23条第1項)

6 6

貨物 2022 12 19
太豊陸業株式会社（法人
番号8150001010645）
代表者安田一清

奈良県橿原市忌部町
191-5

本社
奈良県橿原市忌
部町字北浦191-5

輸送施設の使用停止
（50日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和4年6月9日、公安委員会からの通知を端緒に監査を実施。4件の違
反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者
の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）点呼の実施
違反【未実施】（安全規則第7条第1項～第3項）、（3）点呼の記録違
反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、（4）「貨物自動車
運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指
針」による運転者に対する指導及び監督違反【一部不適切】（安全規
則第10条第1項）

5 5

貨物 2022 12 19
大恵運輸有限会社（法人
番号8150002007070）
代表者廣西正士

奈良県宇陀市室生大野
3147番地

本社
奈良県宇陀市室
生大野3146番地1

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和4年6月7日及び同年7月8日、関係機関からの情報を端緒に監査を実
施。5件の違反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自
動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、
（2）点呼の実施違反【未実施】（安全規則第7条第1項～第3項）、
（3）点呼の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、
（4）乗務等の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第8条）、
（5）運行記録計による記録違反【記録】（安全規則第9条）

1 1

貨物 2022 12 19

大和エアーカーゴエキス
プレス株式会社(法人番
号8260001015071)代表
者赤木潔

岡山県倉敷市栗坂79-1 本社営業所
岡山県倉敷市栗
坂79-1

輸送施設の使用停止
(90日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第9
条第1項、同条第3項
後段、法第17条第1
項第1号及び同条第4
項

令和4年1月25日、同年3月1日及び同年4月5日、情報提供を端緒として
監査を実施。13件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(貨
物自動車運送事業法施行規則(以下「施行規則」)第2条第1項第4号)、
(2)事業計画の変更認可違反(施行規則第2条第1項第5号)、(3)事業計画
の変更事後届出違反(施行規則第7条第1項第1号)、(4)事業計画の変更事
後届出違反(施行規則第7条第1項第3号)、(5)乗務時間等告示の遵守違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、
(6)疾病、疲労等のおそれのある乗務禁止違反(安全規則第3条第6項)、
(7)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項及び第2項)、(8)点呼の記
録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(9)乗務等の記録事項義務違反
(安全規則第8条第1項)、(10)運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条
の5第1項)、(11)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1
項)、(12)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、
(13)運転者に対する指導監督の記録義務違反(安全規則第10条第1項)

9 9

タクシー 2022 12 19

毎日タクシー株式会社
(法人番号
4120001242162)代表者
古知愛一郎

大阪府大阪市淀川区新
高五丁目4番4号

本社営業所
大阪府大阪市淀
川区新高五丁目4
番4号

警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年11月15日、事業譲受認可を端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。点呼の実施義務違反【未実施】(旅客自動車運送事業運
輸規則第24条第1項、第2項)

0 0



貸切バス 2022 12 19

ツーリスト・トップジャ
パン株式会社
(1180001020136）代表
者山口直樹

愛知県豊川市赤坂町関
川37

バスベル観
光営業所

愛知県豊川市赤
坂町関川37

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第２８条の
２第１項

令和4年11月16日、監査方針に基づき、監査を実施。1件の違反が認め
られた。(1)運行指示書の記載事項等不備(旅客自動車運送事業運輸規則
第28条の2第1項)

2 2

貨物 2022 12 20
株式会社関東貨物（法人
番号6050001002803）
代表者：岩田正人

茨城県東茨城郡茨城町
上飯沼２－３８４

本社
茨城県東茨城郡
茨城町上飯沼２
－３８４

事業停止（3日間）、
輸送施設の使用停止
（226日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の2、道路運送車両
法第48条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和3年12月24日及び令
和4年2月24日、監査を実施。12件の違反が認められた。(1)乗務時間等
告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、(2)
点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(3)
乗務等記録の記載事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8
条）、(4)運行記録計による記録の不実記録（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第9条）、(5)運行指示書の作成義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条の3第1～3項）、(6)運転者に対する指導監督違反等
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、(7)高齢運転者に
対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項）、(8)初任・高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、(9)定期点検整備の実施違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第48
条）、(10)点検整備記録簿の保存義務違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第3条の2、道路運送車両法第49条）、(11)整備管理者の研修受
講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4）、(12)運行
管理補助者の要件違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3
項）

28 28

貨物 2022 12 20

有限会社三康ヤマザキ商
事（法人番号
1030002086158）代表
者：勝田清二

埼玉県越谷市野島１８
４－１０

本社
埼玉県越谷市野
島１５６－１

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第5項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和4年8
月26日、監査を実施。2件の違反が認められた。(1)点呼記録の記載事
項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）、(2)運転者に
対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

タクシー 2022 12 20 髙橋昇 東京都練馬区 個人 東京都練馬区 文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第２１条第
５項

令和4年7月21日及び令和4年8月5日、救護義務違反があった旨公安委員
会からの通知を端緒として監査を実施。3件の違反が認められた。(1)健
康状態の把握義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第
21条第5項)､(2)乗務記録の記録事項の不備(運輸規則第25条)､(3)高齢運
転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)

0 0

乗合バス 2022 12 20
立川バス株式会社（法人
番号4012801000850）
代表者山田恭章

東京都立川市高松町2-
27-27

福生
東京都福生市志
茂151

輸送施設の使用停止
（10日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和4年4月20日、死亡事故を引き起こしたことを端緒に監査を実施。4
件の違反が認められた。(1)点呼の記録義務違反(旅客自動車運送事業運
輸規則(以下｢運輸規則｣)第24条第5項)､(2)運転基準図の作成義務違反
(運輸規則第27条第1項)､(3)運転基準図の記載事項の不備(運輸規則第27
条第1項)､(4)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)

1 1

貸切バス 2022 12 20

有限会社麻生リース（法
人番号
1020002093840）代表
者高橋保夫

神奈川県川崎市麻生区
王禅寺東6-13-24

本社営業所

神奈川県川崎市
麻生区下麻生3-
48-17サンハイツ
1階

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第1
項

令和4年10月26日、定期的な監査を実施。1件の違反が認められた。(1)
乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項)

0 0

貨物 2022 12 21
有限会社栄林産業（法人
番号4230002011910）
代表者髙崎哲一

富山県高岡市上黒田210
番地の1

本社営業所
富山県高岡市長
慶寺414番地3、
413番地3

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和4年11月24日、監査実施。1件の違反が認められた。（1）点呼の実
施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1、2項）

0 0

タクシー 2022 12 21

株式会社よつば交通（法
人番号
2420001007537）代表
者荒屋敷工

青森県三戸郡五戸町字
竹原12番地17

本社営業所
青森県三戸郡五
戸町竹原12-17

輸送施設の使用停止
（20日車）及び文書
警告

道路運送法第27条第
3項

令和3年11月18日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、3件の
違反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反（旅客自動
車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第38条第1項）、（2）高齢運転
者に対する指導義務違反（運輸規則第38条第2項）、（3）初任運転者
及び高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第38条第2
項）

2 2

乗合バス 2022 12 21

株式会社三島野観光（法
人番号
9230001012921）代表
者宮腰秀樹

富山県射水市二口2303
番地の2

本社営業所
富山県射水市二
口2286番地の5

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年10月19日、監査実施。1件の違反が認められた。（1）運転者に
対する指導監督の記録義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第38条
第1項）

0 0

貸切バス 2022 12 21

株式会社三島野観光（法
人番号
9230001012921）代表
者宮腰秀樹

富山県射水市二口2303
番地2号

本社営業所
富山県射水市二
口字米山2286番
地5号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年10月19日、監査実施。1件の違反が認められた。（1）運転者に
対する指導監督の記録義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第38条
第1項）

0 0

タクシー 2022 12 22

京王自動車株式会社（法
人番号
1013401005755）代表
者髙木保

東京都多摩市関戸2-37-
3

杉並
東京都杉並区上
荻4-22-9

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第３８条第
１項

令和4年12月22日、駐停車違反があった旨の公安委員会からの通知を端
緒として監査を実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導
監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

乗合バス 2022 12 22
ジーネット株式会社（法
人番号1080401014350)
代表者松浦克則

静岡県掛川市梅橋351番
地1号

本社営業所
静岡県掛川市梅
橋351番地の1

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第24条第5
項

令和4年7月11日、監査方針に基づき、監査を実施。4件の違反が認めら
れた。(1)点呼の記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5
項)､(2)点呼の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第
5項)､(3)運転基準図記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第27条
第1項)､(4)運行管理規程の記載事項不適切(旅客自動車運送事業運輸規
則第48条の2第1項)

0 0

タクシー 2022 12 23

株式会社グリーンキャブ
（法人番号
2011101023399）代表
者高野公秀

東京都新宿区戸山3-15-
1

本社
東京都新宿区戸
山3-15-1

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第３８条第
１項

令和4年12月23日、駐停車違反があった旨の公安委員会からの通知を端
緒として監査を実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導
監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

タクシー 2022 12 23

国際自動車株式会社（法
人番号
8010801018901）代表
者牛久恭文

東京都江東区東雲2-6-1 羽田
東京都大田区平
和島5-8-31階

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第３８条第
１項

令和4年12月23日、駐停車違反があった旨の公安委員会からの通知を端
緒として監査を実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導
監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

タクシー 2022 12 23
第一交通株式会社(法人
番号9280001005061)代
表者荒木浩幸

島根県益田市あけぼの
本町1番15号

益田営業所
島根県益田市あ
けぼの本町1番15
号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年12月9日、救護義務違反があったことを端緒として監査を実
施。1件の違反が認められた。運転者に対する指導監督義務違反(旅客
自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

貸切バス 2022 12 26
株式会社児湯観光（法人
番号1350001011365）
代表取締役武??昌秀

宮崎県児湯郡木城町大
字高城１５６番１

本社営業所
宮崎県児湯郡木
城町大字高城１
５６番１

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年11月25日、監査実施。4件の違反が認められた。(1)運送引受書
の記載事項不備違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規
則」）第7条の2第1項）、(2)乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規
則第37条第1項）、(3)運転者に対する指導監督違反（運輸規則第38条
第1項）、(4)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違
反（運輸規則第38条第1項）

0 0

貨物 2022 12 27

小豆島交通株式会社（法
人番号
1470001012161）代表
者中村彰紀

香川県小豆郡土庄町甲
5873番地の10

本社営業所
香川県小豆郡土
庄町甲5873番地
の10

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和4年12月9日及び同年同月19日、貨物自動車運送事業に関する監査
方針に基づき監査を実施したところ、2件の違反が確認された。(1)運転
者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと（貨物自
動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第7条第5項）(2)運転
者の乗務について定められた事項の記録が不適切であったこと（安全
規則第8条）

0 0



乗合バス 2022 12 27
あおい交通株式会社（法
人番号1180001075460)
代表者松浦秀則

愛知県小牧市新町3丁目
430番地

野口営業所
愛知県小牧市大
山中49番地

輸送施設の使用停止
(40日車)及び文書警
告

道路運送法第16条第
1項

令和4年8月22日、令和4年8月24日及び令和4年11月4日、監査方針に基
づき、監査を実施。7件の違反が認められた。(1)事業計画に定める業務
の確保違反(道路運送法第16条第1項)､(2)勤務時間及び乗務時間の設定
不適切(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項)､(3)乗務時間等基準
告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項)､(4)点呼の
記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)､(5)乗務
等の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第25条第1項)､(6)
運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条
第1項)､(7)運転者に対する指導監督記録記載事項不備(旅客自動車運送
事業運輸規則第38条第1項)

4 4

貸切バス 2022 12 27 株式会社良運観光 千葉県市原市西野184 本社営業所
千葉県市原市西
野184

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第7条の2第
1項

令和4年9月28日及び令和4年10月11日、定期的な監査を実施。2件の違
反が認められた。(1)運送引受書の記載事項の不備(旅客自動車運送事業
運輸規則(以下｢運輸規則｣)第7条の2第1項)､(2)運行指示書の記載事項の
不備(運輸規則第28条の2第1項)

0 0

貨物 2022 12 28

株式会社オカダ・エキス
プレス（法人番号
2180001025002)代表者
岡田俊雄

愛知県名古屋市西区比
良二丁目24番地

本社営業所
愛知県名古屋市
西区比良二丁目
24番地

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和4年10月20日､監査方針に基づき､監査を実施｡9件の違反が認められ
た｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第4項)､(2)整備管理者の解任届出違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条の2)､(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第7条第1項及び第2項)､(4)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(6)乗務等の記録記載事項不備(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(7)運行記録計による記録義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(8)事故の記録記載事項不備
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の2)､(9)運転者台帳の記載事項
等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)

0 0

タクシー 2022 12 28

新得ハイヤー有限会社
（法人番号４４６０１０
２００５９３８）代表者
石畑政俊

北海道上川郡新得町本
通北１丁目４６番地

本社営業所
北海道上川郡新
得町本通北１丁
目４６番地

文書警告

道道路運送法第２７
条第３項、タク特法
第１６条第１項、第
２項

令和４年１１月１０日、長期未監査を端緒として監査を実施。３件の
違反が認められた。（１）疾病・疲労等のおそれのある乗務（旅客自
動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第２１条第５項）、
（２）運転者に対する指導監督義務違反（運輸規則第３８条第１
項）、（３）運転者証の返納義務違反（タク特法第１６条第１項、第
２項）

0 0

貸切バス 2022 12 28

華瀛国際旅行株式会社
(法人番号
6130001062310)代表者
王継龍

大阪府泉佐野市羽倉崎
上町2-530-1-301

本社営業所
大阪府泉佐野市
羽倉崎上町2丁目
530-1

輸送施設の使用停止
(160日車)

道路運送法(以下｢
法｣)第9条の2第1項

令和4年8月3日、新規許可を端緒として監査を実施。11件の違反が認め
られた。（1）運賃料金事前届出、運賃料金変更事前届出違反(法第9条
の2第1項)、(2)運送引受書の交付義務違反【記載事項の不備】(旅客自
動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣）第7条の2第1項）、（3）疾
病、疲労等のおそれのある乗務（運輸規則第21条第5項）、（4）点呼
の記録義務違反【記載事項の不備】(運輸規則第24条第5項)、(5)乗務等
の記録義務違反【記録事項の不備】(運輸規則第25条第1項、第2項、第
4項)、(6)運行指示書の作成等義務違反【記載事項等の不備】(運輸規則
第28条の2第1項)、（7）乗務員台帳の作成、備付け義務違反【記載事
項等の不備】（運輸規則第37条第1項）、（8）｢旅客自動車運送事業者
が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針｣(以下｢運転
者に対する指導監督告示｣)による運転者に対する指導監督義務違反（運
輸規則第38条第1項）、（9）運転者に対する指導監督告示による運転
者に対する特別な指導及び適性診断受診義務違反【適性診断の受診状
況】(運輸規則第38条第2項)、（10）整備管理者の研修受講義務違反
（運輸規則第46条）、（11）運行管理者の講習（一般講習）受講義務
違反（運輸規則第48条の4第1項）

16 16

貸切バス 2023 1 4
株式会社ZIPANG.S.S(法
人番号1120001194786)
代表者中島大介

大阪府門真市三ツ島三
丁目3番33号

本社
大阪府門真市三
ツ島334-19

警告(処分日車数50日
車のため、一般貸切
旅客自動車運送事業
者に対する行政処分
等の基準3.(6)による)

道路運送法第27条第
3項

令和4年10月18日、事故を引き起こしたことを端緒として監査を実施。
6件の違反が認められた。（1）運送引受書の交付義務違反【記載事項
の不備】(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣）第7条の2第1
項)、(2)｢旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項の規定に基づき、事
業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準｣の遵守違反(運
輸規則第21条第1項)、(3)点呼の記録義務違反【記載事項の不備】(運輸
規則第24条第5項)、(4)乗務等の記録義務違反【記録事項の不備】(運輸
規則第25条第1項、第2項、第4項)、(5)運行記録計による記録義務違反
【記録なし又は記録の保存なし】(運輸規則第26条第1項)、（6）｢旅客
自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督
の指針｣による運転者に対する特別な指導及び適性診断受診義務違反
【特別な指導の実施状況】(運輸規則第38条第2項)

5 5

貸切バス 2023 1 4
ニュー浜名湖バス株式会
社（8080401003941）
代表者澤木和雄

静岡県浜松市中区小豆
餅1丁目19番地32号

本社営業所
静岡県浜松市中
区小豆餅1丁目19
番地32号

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第24条第5
項

令和4年11月17日、監査方針に基づき、監査を実施。1件の違反が認め
られた。(1)点呼の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第24
条第5項)

0 0

貨物 2023 1 5
有限会社井上商店（法人
番号1290802023763）
代表者井上利江

福岡県築上郡築上町大
字椎田1524番地1

有限会社井
上商店営業
所

福岡県築上郡築
上町大字椎田
1524番地1

輸送施設の使用停止
文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項第2号、
法第17条第4項、法
第24条の3、法第60
条第1項、道路運送
車両法第48条

令和4年6月23日、監査実施。10件の違反が認められた。(1)定期点検整
備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）
第3条の2、道路運送車両法第48条)、(2)整備管理者の研修受講義務違
反(安全規則第3条の4)、(3)運行記録計による記録義務違反(安全規則第
9条)、(4)運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(5)運
転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(6)運転者に対
する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(7)運転者に対する指導監督
の記録又は指導監督の記録保存違反(安全規則第10条第1項)、(8)運行管
理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項)、(9)輸送の安全に関わ
る情報の公表違反(安全規則第2条の8)、(10)報告義務違反(貨物自動車
運送事業報告規則第2条第1項)

12 12

タクシー 2023 1 5
高井田交通株式会社(法
人番号7122001004515)
代表者石原都茂子

大阪府東大阪市高井田
本通5丁目1番26号

本社
大阪府東大阪市
高井田本通5丁目
1番26号

警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年11月4日、公安委員会からの通報を端緒として監査を実施。2件
の違反が認められた。(1)｢旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項の
規定に基づき、事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る
基準｣の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第21条
第1項)、(2)｢旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行
う指導及び監督の指針｣による運転者に対する指導監督義務違反(運輸規
則第38条第1項)

0 0

貸切バス 2023 1 5

むつみ交通株式会社（法
人番号
5330001014390）代表
者堀川泰注

熊本県芦北郡津奈木町
大字岩城69番地

球磨営業所
熊本県球磨郡相
良村大字川辺
4362番地3号

文書警告
道路運送法（以下
「法」）第16条第1
項、法第27条第3項

令和4年11月21日、監査実施。3件の違反が認められた。(1)事業計画
(営業所・自動車車庫・配置車両数)に定める業務の確保違反（道路運送
法（以下「法」）第16条第1項）、(2)乗務員台帳の記載事項義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第37条第1項）、
(3)疾病、疲労等のおそれのある乗務（運輸規則第21条第5項）

2 2



貨物 2023 1 6
旭陸運株式会社（法人番
号9180001014007)代表
者野木智雄

愛知県名古屋市南区北
頭町一丁目13-5

本社営業所
愛知県名古屋市
南区要町3-16-1

輸送施設の使用停止
(140日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和4年3月8日及び令和4年9月1日､監査方針に基づき､監査を実施｡16
件の違反が認められた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事
業法施行規則第2条第1項第4号)､(2)事業計画の変更認可違反(貨物自動
車運送事業法施行規則第2条第1項第5号)､(3)事業計画事後届出違反(貨
物自動車運送事業法施行規則第7条第1項第1号)､(4)事業計画事後届出違
反(貨物自動車運送事業法施行規則第7条第1項第3号)､(5)乗務時間等基
準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(6)健
康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)､(7)定期点
検未実施(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)､(8)整備管理者の
研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4)､(9)点呼
の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2
項)､(10)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第5項)､(11)乗務等の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第8条)､(12)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第9条)､(13)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第9条の5第1項)､(14)一般講習受講義務違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第23条第1項)､(15)運行管理規程の記載事項不適切(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第21条第1項)､(16)事業報告書及び事業
実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項)

14 14

タクシー 2023 1 6
叶商事株式会社(法人番
号5160001004541)代表
者叶春

滋賀県大津市山上町11-
32

叶商事株式
会社大阪営
業所

大阪府大阪市住
之江区新北島5-
3-53

警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年12月6日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。2件の違反
が認められた。(1)点呼の実施義務違反【未実施】(旅客自動車運送事業
運輸規則(以下｢運輸規則｣)第24条)、(2)補助者の要件違反(運輸規則第
47条の9第3項)

0 0

貸切バス 2023 1 6
有限会社茨木観光(法人
番号9120902000218)代
表者西村新一

大阪府茨木市東太田3丁
目2番2号

本社事業所
大阪府茨木市東
太田3丁目2番2号

警告(処分日車数35日
車のため、一般貸切
旅客自動車運送事業
者に対する行政処分
等の基準3.(6)による)

道路運送法第27条第
3項

令和4年11月7日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。4件の違反
が認められた。(1)点呼の記録義務違反【記載事項の不備】(旅客自動車
運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第24条第5項)、(2)｢旅客自動車運送
事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針｣によ
る運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(3)点検整
備関係義務違反【定期点整備等の未実施(道路運送車両法第48条)】(運
輸規則第45条)、(4)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条)

4 4

貨物 2023 1 10
株式会社池田運送（法人
番号6122001022542）
代表者池田一也

大阪府八尾市中田1-4 本社
大阪府八尾市西
久宝寺694番地2
号

警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(放
置行為)が過去1年以内に3件に達した。（1）運転者の指導監督義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貸切バス 2023 1 10

株式会社あいら観光（法
人番号
1330001010410）代表
者坂本昭二

熊本県山鹿市菊鹿町下
内田2065番地1

本社営業所
熊本県山鹿市菊
鹿町下内田2065
番地1

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年11月28日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)乗務等の記
録事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第25条第2項）

6 6

貸切バス 2023 1 10

播磨乃国観光バス株式会
社（法人番号
6140001038474）代表
者巴悠介

兵庫県たつの市龍野町
富永360番地1

本社
兵庫県たつの市
龍野町富永360-1

警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年10月27日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。2件の違
反が認められた。(1)乗務等の記録義務違反【記録事項の不備】(旅客自
動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣第25条第1項、第2項、第4項)、
(2)運行指示書の作成等義務違反【記載事項等の不備】(運輸規則第28条
の2第1項)

1 0

貸切バス 2023 1 10
京福バス株式会社（法人
番号8210001007536)代
表者岩本裕夫

福井県福井市日之出五
丁目3-30

福井営業所
福井県福井市日
之出五丁目3-30

文書警告(処分日車数
30日車のため､一般貸
切旅客自動車運送事
業者に対する行政処
分等の基準3.(6)によ
る)

旅客自動車運送事業
運輸規則第24条第1
項及び第2項

令和4年7月22日及び令和4年7月25日、監査方針に基づき、監査を実
施。3件の違反が認められた。(1)点呼の実施不適切(旅客自動車運送事
業運輸規則第24条第1項及び第2項)､(2)点呼の記録記載事項不備(旅客自
動車運送事業運輸規則第24条第5項)､(3)運行管理者に対する指導監督義
務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第48条の3)

6 3

貸切バス 2023 1 10
京福バス株式会社（法人
番号8210001007536)代
表者岩本裕夫

福井県福井市日之出五
丁目3-30

坂井営業所
福井県あらわ市
国影36字106番地

文書警告(処分日車数
30日車のため､一般貸
切旅客自動車運送事
業者に対する行政処
分等の基準3.(6)によ
る)

旅客自動車運送事業
運輸規則第24条第1
項及び第2項

令和4年9月27日、監査方針に基づき、監査を実施。3件の違反が認めら
れた。(1)点呼の実施不適切(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第1項
及び第2項)､(2)点呼の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則
第24条第5項)､(3)運行管理者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運
送事業運輸規則第48条の3)

6 3

貸切バス 2023 1 10
有限会社鼓松（法人番号
8210002014069)代表者
時岡明秀

福井県大飯郡高浜町宮
崎43号27番地

本社営業所
福井県大飯郡高
浜町宮崎43号27
番地

輸送施設の使用停止
(140日車)及び文書警
告

道路運送法第20条

令和4年5月26日、監査方針に基づき、監査を実施。4件の違反が認めら
れた。(1)営業区域外旅客運送違反(道路運送法第20条)､(2)運送引受書
未交付(旅客自動車運送事業運輸規則第7条の2第1項)､(3)運送引受書記
載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第7条の2第1項)､(4)健康診断
未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第5項)

14 14

貨物 2023 1 11
株式会社日光總運（法人
番号9140001086090）
代表者：天野博之

兵庫県南あわじ市福良
丙７９５－９５

千葉
千葉県木更津市
潮浜２－１－４
０

輸送施設の使用停止
（170日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和4年5
月27日及び同年6月2日、監査を実施。12件の違反が認められた。(1)乗
務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4
項）、(2)疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第3条第6項）、(3)点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1～3項）、(4)運行指示書の作成義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第9条の3第1～3項）、(5)運転者に対する指導監督
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、(6)事故惹
起・初任運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第2項）、(7)事故惹起運転者に対する適性診断受診義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、(8)定期点検整
備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送
車両法第48条）、(9)整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第3条の4）、(10)運行管理者に対する指導及び監督
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条）、(11)事業計画（車
庫）の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、(12)事業
計画（車両数）変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）

17 17

貨物 2023 1 11

城西運輸機工株式会社
（法人番号
6220001003412）代表
者：操川一郎

石川県金沢市湊４－７
０

千葉
千葉県長生郡長
柄町山之郷字大
山７５４－５８

輸送施設の使用停止
（95日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の2、道路運送車両
法第48条

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和4年5
月19日、監査を実施。6件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の
遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、(2)乗務時
間等告示なお書きの遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条
第4項）、(3)点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第7条）、(4)乗務等記録の記載事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第8条）、(5)運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第1項）、(6)定期点検整備の実施違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第48条）

10 10



貨物 2023 1 11
株式会社彩花（法人番号
4012702008646）代表
者：武田豊

東京都清瀬市松山２－
６－４５神戸１号

東村山
東京都東村山市
青葉町２－２８
－５

輸送施設の使用停止
（70日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の2、道路運送車両
法第48条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年6月17日及び同
年7月1日、監査を実施。7件の違反が認められた。(1)疾病のおそれの
ある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、(2)運転者
に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1
項）、(3)高齢運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第2項）、(4)高齢運転者に対する適性診断受診義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、(5)定期点検整
備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送
車両法第48条）、(6)事業の適確な遂行に係る遵守事項のうち社会保険
等未加入（貨物自動車運送事業法第24条の4、貨物自動車運送事業法施
行規則第14条第2号）、(7)報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60
条第1項）

7 7

貨物 2023 1 11
株式会社萩原運輸（法人
番号6040002083785）
代表者：根本勝雄

千葉県成田市多良貝２
４５－２７８

本社
千葉県成田市多
良貝２４５－２
７８

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和4年6
月9日、監査を実施。8件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵
守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、(2)点呼の実
施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(3)乗務等記
録の記載事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条）、(4)運行
記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9
条）、(5)運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第1項）、(6)事故惹起運転者に対する指導監督違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、(7)事故惹起運転者に
対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10
条第2項）、(8)事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条
第1項）

6 6

貨物 2023 1 11
株式会社Ｋライン（法人
番号4290001031565）
代表者：山田普

滋賀県長浜市山階町６
５－８

茨城
茨城県神栖市居
切１３８０－５

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

労働局からの通報を端緒として、令和4年6月15日及び同年7月4日、監
査を実施。4件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、(2)点呼の実施義務違反
等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(3)運行指示書の作成義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1～3項）、(4)運
転者に対する指導監督の記録義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第1項）

2 2

貨物 2023 1 11

西濃エキスプレス株式会
社（法人番号
1200001014903）代表
者：坂康教

岐阜県安八郡輪之内町
楡俣新田字中代２５３
－１

入間
埼玉県入間市大
字花ノ木小字塚
場３０９－２

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和4年8
月24日、監査を実施。2件の違反が認められた。(1)疾病のおそれのあ
る乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、(2)運転者に
対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1
項）

0 0

貨物 2023 1 11

株式会社シーエックス
カーゴ（法人番号
4030001042118）代表
者：佐藤豊

埼玉県桶川市赤堀１－
５

関東配送セ
ンター所沢
事業所

埼玉県所沢市東
所沢５－１５－
９

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第5項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和4年9
月2日、監査を実施。2件の違反が認められた。(1)点呼記録の記載事項
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）、(2)運転者に対
する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2023 1 11
株式会社ワイエム（法人
番号4180001090192)代
表者小守康之

愛知県名古屋市西区あ
し原町294

本社営業所
愛知県名古屋市
西区あし原町294
番地

輸送施設の使用停止
(90日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和4年5月20日及び令和4年6月6日､監査方針に基づき､監査を実施｡10
件の違反が認められた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事
業法施行規則第2条第1項第4号)､(2)健康診断未受診(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第3条第6項)､(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(4)点呼の記録記載事項不備(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)乗務等の記録記載事項
不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(6)運行記録計による記
録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(7)運転者台帳の
作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(8)運
転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5
第1項)､(9)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第10条第2項)､(10)自動車に関する表示義務違反(道路
運送法施行規則第65条)

9 9

貨物 2023 1 11
株式会社雄徳物流（法人
番号5300001008206）
代表者德川雄二

佐賀県三養基郡上峰町
大字坊所1570番地28

本社営業所
佐賀県三養基郡
上峰町大字坊所
1570番地28

輸送施設の使用停止
文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項第1号、
法第17条第4項、道
路運送法第95条

令和4年9月8日、監査実施。6件の違反が認められた。(1)乗務時間等の
基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(3)点呼
の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(4)乗務等の記録事項義務
違反(安全規則第8条)、(5)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9
条の5第1項)、(6)自動車に関する表示義務違反（道路運送法施行規則第
65条）

2 2
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小坂タクシー有限会社
（法人番号
9050002011420）代表
者小坂博

茨城県土浦市桜町1-13-
3

本社
茨城県土浦市桜
町1-13-3

輸送施設の使用停止
（435日車）

道路運送車両法第48
条

令和3年12月16日及び令和3年12月21日、法令違反の疑いがある旨の情
報を端緒として監査を実施。16件の違反が認められた。(1)事業計画の
変更認可違反(道路運送法(以下､運送法)第15条第1項)､(2)運行管理者の
選任届出違反(運送法第23条第3項)､(3)健康状態の把握義務違反(旅客自
動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第21条第5項)､(4)点呼の実施等
義務違反(運輸規則第24条)､(5)ｱﾙｺｰﾙ検知器備え義務違反(運輸規則第24
条第4項)､(6)乗務記録の記録事項の不備(運輸規則第25条)､(7)乗務員台
帳の記載事項の不備(運輸規則第37条第1項)､(8)運転者に対する指導監
督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(9)高齢運転者に対する告示で定め
る特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､(10)高齢運転者に対する
適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)､(11)定期点検整備等の未
実施(道路運送車両法(以下､車両法)第48条)､(12)点検整備記録簿の保存
義務違反(車両法第49条)､(13)運行管理者の講習受講義務違反(運輸規則
第48条の4第1項)､(14)事業の健全な発達を阻害する競争(運送法第30条
第2項)､(15)運転者証の返納等義務違反(ﾀｸｼｰ業務適正化特別措置法第16
条第1項､第2項)､(16)運賃届出､運賃変更届出違反(特定地域及び準特定
地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関す
る特別措置法第16条の4第1項)
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瀬崎交通株式会社（法人
番号8030001036132）
代表者秋山俊一

埼玉県八潮市八潮2-6-
10

本社
埼玉県八潮市八
潮2-6-10

輸送施設の使用停止
（80日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第5
項

令和4年4月5日、救護義務違反があった旨公安委員会からの通知を端緒
として監査を実施。7件の違反が認められた。(1)運行管理者の解任届出
違反(道路運送法第23条第3項)､(2)健康状態の把握義務違反(旅客自動車
運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第21条第5項)､(3)運転者に対する指
導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(4)高齢運転者に対する告示で
定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､(5)高齢運転者に対
する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)､(6)整備管理者の研
修受講義務違反(運輸規則第46条)､(7)運行管理者の講習受講義務違反
(運輸規則第48条の4第1項)

8 8
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高砂自動車株式会社（法
人番号
6013201003500）代表
者星野浩一

東京都目黒区目黒1-24-
2

本社
東京都目黒区目
黒1-24-2

輸送施設の使用停止
（10日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和4年4月12日及び令和4年4月27日、救護義務違反があった旨公安委
員会からの通知を端緒として監査を実施。5件の違反が認められた。(1)
乗務時間等の基準の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸
規則)第21条第1項)､(2)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)､(3)
運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(4)高齢運転
者に対する告示で定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､
(5)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)

1 1
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相互タクシー和光株式会
社(法人番号
4140001048509)代表者
小野幸親

兵庫県尼崎市三反田町2
丁目20番13号

初島
兵庫県尼崎市北
初島町19番地3号

警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年10月14日、労働局からの通報を端緒として監査を実施。1件の
違反が認められた。運行記録計による記録義務違反【記録】(旅客自動
車運送事業運輸規則第26条第2項)

0 0

貸切バス 2023 1 11
ＪＴＳ株式会社（法人番
号7030001111282）代
表者孫権威

東京都清瀬市中里4-
1323-3

本社営業所
東京都清瀬市中
里4-1323-3

輸送施設の使用停止
（200日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第7条の2第
1項

令和4年5月23日、定期的な監査を実施。7件の違反が認められた。(1)
運送引受書の交付義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規
則｣)第7条の2第1項)､(2)損害賠償責任保険(共済)締結義務違反(運輸規
則第19条の2)､(3)乗務時間等告示の遵守違反(運輸規則第21条第1項)､
(4)疾病のおそれのある乗務(運輸規則第21条第5項)､(5)点呼の記録義務
違反(運輸規則第24条第5項)､(6)運行指示書の作成義務違反(運輸規則第
28条の2第1項)､(7)運行管理者に対する講習受講義務違反(運輸規則第
48条の4第1項)

26 20
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Ｅ商国際株式会社（法人
番号7290001022966）
代表者久保田カイトウ

福岡県福岡市中央区天
神3-4-1

千葉営業所
千葉県富里市七
栄652－281

文書警告
道路運送法第38条第
1項

令和4年11月18日、定期的な監査を実施。1件の違反が認められた。(1)
事業の休廃止の未届出(道路運送法第38条第1項)

0 0

貸切バス 2023 1 11
丸濱産業有限会社（法人
番号5310002020729）
代表者浜村満治

長崎県五島市奈留町浦
407番地2

本社営業所
長崎県五島市奈
留町浦407番地2

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年9月21日、監査実施。2件の違反が認められた。(1)点呼の記録
事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第
24条第5項）、(2)運行記録計による記録義務違反（運輸規則第26条第1
項）

3 3
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宮運輸梱包有限会社（法
人番号7180002019527)
代表者須田隆幸

愛知県名古屋市中川区
野田3-18

本社営業所
愛知県名古屋市
中川区本前田町
227番地

輸送施設の使用停止
(50日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和4年6月24日､関係機関からの情報を端緒として､監査を実施｡13件の
違反が認められた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法
施行規則第2条第1項第4号)､(2)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運
送事業法施行規則第2条第1項第5号)､(3)事業計画事後届出違反(貨物自
動車運送事業法施行規則第7条第1項第1号)､(4)事業計画事後届出違反
(貨物自動車運送事業法施行規則第7条第1項第3号)､(5)乗務時間等基準
告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(6)整備
管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の
4)､(7)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1
項及び第2項)､(8)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第7条第5項)､(9)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第8条)､(10)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(11)特定の運転者に対する指導義務
違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(12)特定の運転者
に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条
第2項)､(13)運行管理補助者の要件違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第18条第3項)
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株式会社ＭＯＮＯＬＩＴ
Ｈ（法人番号
5180001138429)代表者
木坂健二

愛知県名古屋市西区あ
し原町305番地

本社営業所
愛知県名古屋市
西区あし原
305101

輸送施設の使用停止
(20日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和4年5月20日､監査方針に基づき監査を実施｡4件の違反が認められ
た｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第
1項第4号)､(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
7条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第7条第5項)､(4)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第5項)

2 2
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茨田運輸興業株式会社
（法人番号
7120001002563）代表
者髙屋富士美

大阪府大阪市鶴見区浜
4-13-7

本社
大阪府大阪市鶴
見区浜4-13-7

輸送施設の使用停止
(110日車)

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和4年7月5日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。11件の違反
が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の
勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）疾病、疲労等
のおそれのある乗務（安全規則第3条第6項）、（3）整備管理者の研修
受講義務違反【研修未受講】（安全規則第3条の4）、（4）点呼の実施
違反【未実施】（安全規則第7条第1項～第3項）、（5）点呼の記録違
反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、（6）乗務等の記録
違反【記載事項等の不備】（安全規則第8条）、（7）運転者台帳【記
載事項等の不備】（安全規則第9条の5第1項）、（8）「貨物自動車運
送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」
（以下「指導監督告示」）による運転者に対する指導及び監督違反
【大部分不適切】（安全規則第10条第1項）、（9）指導監督告示によ
る運転者に対する特別な指導及び運転適性診断受診義務違反【運転適
性診断の受診状況】（安全規則第10条第2項）、（10）運行管理者の講
習受講義務違反（安全規則第23条第1項）、（11）運行管理者の選任及
び解任の未届出違反（安全規則第19条）

11 11

貨物 2023 1 12

雅ロジスティクス株式会
社（法人番号
3140001060027）代表
者玉野和成

兵庫県姫路市船津町
3693

本社
兵庫県姫路市船
津町字垣ノ内
3607-1

警告
貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和4年11月1日、労働局からの通報を端緒に監査を実施。3件の違反が
認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤
務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）運転者台帳【記
載事項等の不備】（安全規則第9条の5第1項）、（3）「貨物自動車運
送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」
による運転者に対する特別な指導及び運転適性診断受診義務違反【運
転適性診断の受診状況】（安全規則第10条第2項）

0 0
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株式会社大隅タクシー
（法人番号
2250001000105）代表
者大隅正和

山口県山口市朝田928番
地1

本社
山口県山口市朝
田928番地1

文書警告

道路運送法(以下
「法」)第15条第3
項、法第23条第3項
及び法27条第3項

令和4年11月15日及び同年12月9日、継続監視の監査対象であることを
端緒として監査を実施。9件の違反が認められた。(1)事業計画の変更事
前届出違反(法第15条第3項)、(2)運行管理者の解任届出違反(法第23条
第3項)、(3)運送引受書の記載事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規
則(以下「運輸規則」第7条の2第1項)、(4)点呼の記録義務違反(運輸規
則第24条第5項)、(5)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、
(6)乗務等の記録事項義務違反(運輸規則第25条第1項及び第2項)、(7)運
行指示書の記載事項義務違反(運輸規則第28条の2第1項)、(8)乗務員台
帳の記載事項義務違反(運輸規則第37条第1項)、(9)運行管理者補助者の
解任届出違反(運輸規則第68条)

5 5
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有限会社峯成（法人番号
1010802013008）代表
者：五十川敏美

神奈川県横浜市鶴見区
栄町通２－１２－１

本店
神奈川県横浜市
鶴見区栄町通２
－１２－１

事業停止（7日間）、
輸送施設の使用停止
（351日車）、輸送の
安全確保命令

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の2、道路運送車両
法第48条

行政処分を受けたにも関わらず改善が認められないことを端緒とし
て、令和3年7月27日、同年10月12日、同年11月12日及び令和4年3月29
日、監査を実施。15件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、(2)疾病のおそ
れのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、(3)点
呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1～3
項）、(4)乗務等の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8
条）、(5)乗務等記録の記載事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第8条）、(6)運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第9条）、(7)運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第10条第1項）、(8)定期点検整備の実施違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第48条）、
(9)点検整備記録簿の保存義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第3条の2、道路運送車両法第49条）、(10)整備管理者の研修受講義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4）、(11)運行管理者
の講習受講義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1
項）、(12)事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1
項）、(13)事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3
項）、(14)報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項、貨物自
動車運送事業報告規則第2条）、(15)報告義務違反（貨物自動車運送事
業法第60条第1項、貨物自動車運送事業報告規則第2条の2）

40 40

貨物 2023 1 13
野坂運輸有限会社（法人
番号1080102014666)代
表者野坂五十一

静岡県富士市今泉字三
条355-5

本社営業所
静岡県富士市今
泉字三条355-5

輸送施設の使用停止
(30日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和4年6月2日､関係機関からの情報を端緒として､監査を実施｡9件の違
反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第3条第4項)､(2)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第6項)､(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条第1項及び第2項)､(4)点呼の記録義務違反(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)点呼の記録記載事項不備(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(6)乗務等の記録記載事項不備
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(7)運行記録計による記録義
務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(8)運転者に対する指
導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(9)運
転者に対する指導監督記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第1項)

3 3

貨物 2023 1 13
有限会社吉田鋼業（法人
番号1180302027128)代
表者吉田一治

愛知県西尾市東幡豆町
日影35

本社営業所
愛知県西尾市東
幡豆町日影35

輸送施設の使用停止
(30日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和4年6月7日及び令和4年6月17日､監査方針に基づき､監査を実施｡7
件の違反が認められた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事
業法施行規則第2条第1項第4号)､(2)整備管理者の研修受講義務違反(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4)､(3)点呼の記録義務違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(4)点呼の記録記載事項不備
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)運行記録計による記
録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(6)運転者台帳の
作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(7)事
業報告書及び輸送実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1
項)

3 3

貨物 2023 1 13

株式会社レベルトップ
（法人番号
8180001131901)代表者
服部真和

岐阜県安八郡輪之内町
下大榑新田11023番地

株式会社レ
ベルトップ
営業所

岐阜県安八郡輪
之内町下大榑新
田11023番地

輸送施設の使用停止
(40日車)、文書警告
及び文書勧告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和4年7月1日､監査方針に基づき､監査を実施｡11件の違反が認められ
た｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第
1項第4号)､(2)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則
第2条第1項第5号)､(3)事業計画事後届出違反(貨物自動車運送事業法施
行規則第7条第1項第1号)､(4)事業計画事後届出違反(貨物自動車運送事
業法施行規則第7条第1項第3号)､(5)整備管理者の研修受講義務違反(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4)､(6)点呼の記録記載事項不備
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(7)運転者に対する指導
監督記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1
項)､(8)一般講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条
第1項)､(9)輸送の安全にかかわる情報の公表義務違反(貨物自動車運送
事業法第24条の3)､(10)法人の役員等の変更届出義務違反(貨物自動車運
送事業法施行規則第44条第1項第6号)､(11)事業報告書及び事業実績報
告書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項)

4 4

貨物 2023 1 13
株式会社イシカワ（法人
番号1080401020951)代
表者石川貴久

静岡県掛川市板沢211番
地の2

本社営業所
静岡県掛川市板
沢211番地の2

輸送施設の使用停止
(70日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和4年6月13日､重傷事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡10件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)整備管理者の研修受講義務
違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4)､(3)点呼の実施義務違
反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(4)点呼の
記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)点呼の
記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(6)乗
務等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(7)
運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9
条)､(8)運転者台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
9条の5第1項)､(9)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第9条の5第1項)､(10)運転者に対する指導監督義務違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)

7 7

貨物 2023 1 13
伊藤運輸株式会社（法人
番号6180001091577)代
表者伊藤寛志

愛知県半田市乙川一色
町4番地

半田営業所
愛知県半田市日
東町1番21号内

輸送施設の使用停止
(70日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和4年6月15日及び令和4年8月10日､監査方針に基づき､監査を実施｡
11件の違反が認められた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送
事業法施行規則第2条第1項第4号)､(2)乗務時間等基準告示の遵守違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(3)健康診断未受診(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)､(4)整備管理者の研修受講
義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4)､(5)点呼の実施義
務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(6)乗
務等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(7)
運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9
条)､(8)運転者台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
9条の5第1項)､(9)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第1項)､(10)特定の運転者に対する指導義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(11)特定の運転者に対
する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項)

7 7



貨物 2023 1 13

有限会社シー・シー・エ
フ（法人番号
6140002006034）代表
者喜吉智昭

兵庫県神戸市垂水区高
丸4丁目3番16号

本社
兵庫県神戸市垂
水区高丸4丁目3
番16号

輸送施設の使用停止
(225日車)

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

令和4年6月14日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。11件の
違反が認められた。（1）事業計画変更認可違反【自動車車庫の位置及
び収容能力違反】（貨物自動車運送事業法施行規則(以下「施行規則」)
第2条第1項第4号）、（2）疾病、疲労等のおそれのある乗務（貨物自
動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」)第3条第6項）、（3）
整備管理者の選任（変更）の未届出、虚偽届出【選任（変更）の未届
出に係るもの】（安全規則第3条の2、道路運送車両法第52条）、（4）
点検整備違反【定期点検整備等の未実施】（安全規則第3条の2、道路
運送車両法第48条）、（5）点呼の実施違反【未実施】（安全規則第7
条第1項～第3項）、（6）点呼の記録違反【記載事項等の不備】（安全
規則第7条第5項）、（7）乗務等の記録違反【記載事項等の不備】（安
全規則第8条）、（8）運転者台帳【記載事項等の不備】（安全規則第9
条の5第1項）、（9）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者
に対して行う指導及び監督の指針」（以下「指導監督告示」）による
運転者に対する指導及び監督違反【一部不適切】（安全規則第10条第1
項）、（10）指導監督告示による運転者に対する特別な指導及び運転
適性診断受診義務違反【運転適性診断の受診状況】（安全規則第10条
第2項）、（11）健康保険法、厚生年金保険法、労働者災害補償保険法
及び雇用保険法に基づく社会保険等加入義務者が社会保険等に未加入
（施行規則第14条第2号）

23 23

貨物 2023 1 13
有限会社林清商店（法人
番号3120002041341）
代表者林清志

大阪府大阪市淀川区十
八条3丁目8番32号

本社
大阪府大阪市淀
川区十八条3丁目
8番32号

輸送施設の使用停止
（90日車）

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

令和4年7月12日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。10件の違
反が認められた。（1）事業計画変更認可違反【自動車車庫の位置及び
収容能力違反】（貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号）、
（2）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗
務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
（以下「安全規則」）第3条第4項）、（3）疾病、疲労等のおそれのあ
る乗務（安全規則第3条第6項）、（4）点検整備記録簿等の記載違反等
【記録の保存】（安全規則第3条の2第2項、道路運送車両法第49条）、
（5）整備管理者の研修受講義務違反【研修未受講】（安全規則第3条
の4）、（6）点呼の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第
5項）、（7）乗務等の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第8
条）、（8）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して
行う指導及び監督の指針」（以下「指導監督告示」）による運転者に
対する指導及び監督違反【大部分不適切】（安全規則第10条第1項）、
（9）指導監督告示による運転者に対する特別な指導及び運転適性診断
受診義務違反【運転適性診断の受診状況】（安全規則第10条第2項）、
（10）運行管理者の講習受講義務違反（安全規則第23条第1項）

9 9

貨物 2023 1 13
有限会社林清商店（法人
番号3120002041341）
代表者林清志

大阪府大阪市淀川区十
八条3丁目8番33号

本社
大阪府大阪市淀
川区十八条3丁目
8番33号

輸送施設の使用停止
(91日車)

貨物自動車運送事業
法第9条第2項

令和4年7月12日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。10件の違
反が認められた。（1）事業計画変更認可違反【自動車車庫の位置及び
収容能力違反】（貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号）、
（2）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗
務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
（以下「安全規則」）第3条第4項）、（3）疾病、疲労等のおそれのあ
る乗務（安全規則第3条第6項）、（4）点検整備記録簿等の記載違反等
【記録の保存】（安全規則第3条の2第2項、道路運送車両法第49条）、
（5）整備管理者の研修受講義務違反【研修未受講】（安全規則第3条
の4）、（6）点呼の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第
5項）、（7）乗務等の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第8
条）、（8）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して
行う指導及び監督の指針」（以下「指導監督告示」）による運転者に
対する指導及び監督違反【大部分不適切】（安全規則第10条第1項）、
（9）指導監督告示による運転者に対する特別な指導及び運転適性診断
受診義務違反【運転適性診断の受診状況】（安全規則第10条第2項）、
（10）運行管理者の講習受講義務違反（安全規則第23条第2項）

9 9

タクシー 2023 1 13

安全タクシー株式会社
（法人番号
9180001091509)代表者
森川栄二

愛知県半田市山崎町25
番地

東海営業所
愛知県東海市大
田町下浜田71-1

輸送施設の使用停止
(10日車)及び文書警
告

旅客自動車運送事業
運輸規則第24条第1
項及び第2項

令和4年6月29日、監査方針に基づき、監査を実施。3件の違反が認めら
れた。(1)点呼の実施義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第1
項及び第2項)､(2)点呼の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規
則第24条第5項)､(3)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送
事業運輸規則第38条第1項)

1 1

タクシー 2023 1 13

株式会社ワールドタク
シー(法人番号
2130001042299)代表者
宮脇久雄

京都府京都市伏見区景
勝町74

宇治営業所
京都府宇治市槇
島町吹前21

警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(駐
停車違反)が過去一年以内に3件に達した。｢旅客自動車運送事業者が事
業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針｣による運転者に
対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

貨物 2023 1 16

株式会社センターズ（法
人番号８４３０００１０
４２１４８）代表者丸山
信司

北海道札幌市白石区菊
水元町７条２丁目２番
５号

本社営業所
北海道札幌市菊
水元町７条２丁
目２番５号

輸送施設の使用停止
（５０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項第１
号、法第１７条第４
項

令和４年６月２３日、令和４年８月２９日及び令和４年９月１２日、
その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を端緒として監査を実
施。７件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第
４項）、（２）疾病・疲労等のおそれのある乗務（安全規則第３条第
６項）、（３）点呼の記録義務違反（安全規則第７条第５項）、
（４）点呼の記録事項義務違反（安全規則第７条第５項）、（５）運
転者に対する指導監督の記録保存義務違反（安全規則第１０条第１
項）、（６）運転者に対する指導監督の記録事項義務違反（安全規則
第１０条第１項）、（７）特定運転者に対する適性診断受診義務違反
（安全規則第１０条第２項）

5 5

貨物 2023 1 16

株式会社米澤通商（法人
番号９４６０１０１００
２０１５）代表者米澤輝
和

北海道河西郡芽室町東
芽室北１線４番４

本社営業所
北海道河西郡芽
室町東芽室北１
線４番４

輸送施設の使用停止
（１０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

令和４年７月６日、公安委員会からの通報等を端緒として監査を実
施。３件の違反が認められた。（１）運転者台帳の記載事項義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第９条の５
第１項）、（２）特定運転者に対する特別な指導義務違反（安全規則
第１０条第２項）、（３）特定運転者に対する適性診断受診義務違反
（安全規則第１０条第２項）

1 1

貨物 2023 1 16

遠藤木材運送有限会社
（法人番号２４６２５０
２００００９９）代表者
遠藤雅博

北海道標津郡標津町南
２条東１丁目２番３号

本社営業所
北海道標津郡標
津町南２条東１
丁目２番３号

輸送施設の使用停止
（２０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項第２
号、法第１７条第４
項

令和４年８月３日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を端
緒として監査を実施。５件の違反が認められた。（１）定期点検整備
の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第３条の２）、（２）整備管理者の研修受講義務違反（安全規
則第３条の４）、（３）退職者等運転者台帳の保存義務違反（安全規
則第９条の５第２項）、（４）運転者に対する指導監督の記録保存義
務違反（安全規則第１０条第１項）、（５）特定運転者に対する適性
診断受診義務違反（安全規則第１０条第２項）

2 2



貨物 2023 1 16

有限会社常進輸送（法人
番号６４６０１０２００
１５３９）代表者平岡敬
章

北海道河西郡芽室町西
３条４丁目１－５７

本社営業所
北海道河西郡芽
室町西３条４丁
目１－５７

輸送施設の使用停止
（６０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項第１
号、法第１７条第１
項第２号、法第１７
条第４項

令和４年８月２３日、関係機関からの情報を端緒として監査を実施。
５件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４
項）、（２）定期点検整備の実施義務違反（安全規則第３条の２）、
（３）整備管理者の研修受講義務違反（安全規則第３条の４）、
（４）点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１項、第２項、第３
項）、（５）運転者台帳の記載事項義務違反（安全規則第９条の５第
１項）

6 6

貨物 2023 1 16

有限会社栄光産業（法人
番号６４３０００２０５
１８４３）代表者江場智
枝子

北海道芦別市北５条西
１丁目１番地の１８

本社営業所
北海道芦別市北
５条西１丁目１
番１８

輸送施設の使用停止
（１４０日車）及び
文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
９条第１項、法第１
７条第１項第２号、
法第１７条第４項、
法第６０条第１項

令和４年９月１４日、改善報告不履行を端緒として監査を実施。１１
件の違反が認められた。（１）事業計画変更認可義務違反［自動車車
庫の位置及び収容能力］（貨物自動車運送事業法施行規則第２条第１
項第４号）、（２）定期点検整備の実施義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条の２）、（３）整備管理
者の研修受講義務違反（安全規則第３条の４）、（４）乗務等の記録
事項義務違反（安全規則第８条）、（５）運行記録計による記録義務
違反（安全規則第９条）、（６）運転者台帳の作成義務違反（安全規
則第９条の５第１項）、（７）運転者に対する指導監督義務違反（安
全規則第１０条第１項）、（８）運転者に対する指導監督の記録保存
義務違反（安全規則第１０条第１項）、（９）特定運転者に対する特
別な指導義務違反（安全規則第１０条第２項）、（１０）特定運転者
に対する適性診断受診義務違反（安全規則第１０条第２項）、（１
１）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第６０条第１項）

14 14

貨物 2023 1 16

根室通運株式会社（法人
番号４４６０４０１００
０２０２）代表者榊原清
美

北海道根室市光和町２
－１５

本社営業所
北海道根室市光
和町２－１５

輸送施設の使用停止
（３５日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項第１
号、法第１７条第１
項第２号、法第１７
条第４項

令和４年１０月１２日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況
を端緒として監査を実施。８件の違反が認められた。（１）乗務時間
等の基準の遵守義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下
「安全規則」）第３条第４項）、（２）乗務時間等の基準なお書きの
遵守義務違反（一運行の勤務時間）（安全規則第３条第４項）、
（３）定期点検整備の実施義務違反（安全規則第３条の２）、（４）
点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１項、第２項）、（５）点呼
の記録事項義務違反（安全規則第７条第５項）、（６）運行記録計に
よる記録義務違反（安全規則第９条）、（７）運転者に対する指導監
督の記録保存義務違反（安全規則第１０条第１項）、（８）運転者に
対する指導監督の記録事項義務違反（安全規則第１０条第１項）

4 4

貨物 2023 1 16

株式会社太洋商会（法人
番号２４５０００１０１
１４３７）代表者長谷川
文雄

北海道紋別市落石町２
丁目３９－２０

本社営業所
北海道紋別市落
石町２丁目２－
１２４

輸送施設の使用停止
（２０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項第１
号、法第１７条第４
項、法第２４条

令和４年１１月１０日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況
を端緒として監査を実施。３件の違反が認められた。（１）乗務時間
等の基準の遵守義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下
「安全規則」）第３条第４項）、（２）点呼の記録事項義務違反（安
全規則第７条第５項）、（３）事故の届出義務違反（貨物自動車運送
事業法第２４条）

2 2

貨物 2023 1 16
釜渕運送有限会社（法人
番号9420002010070）
代表者釜渕嘉与

青森県三戸郡田子町大
字田子字七日市上ﾉ平9
番地1

八戸営業所
青森県八戸市北ｲ
ﾝﾀｰ工業団地2丁
目100-29

輸送施設の使用停止
（50日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第4項

令和4年3月11日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、4件の違
反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第3条第4項）、（2）運行指示書
の作成義務違反（安全規則第9条の3第1項）、（3）運行指示書の記載
義務違反（安全規則第9条の3第2項）、（4）運転者に対する指導監督
義務違反（安全規則第10条第1項）

5 5

貨物 2023 1 16
栄進運輸有限会社（法人
番号6462502000095）
代表者稲川泰幸

北海道目梨郡羅臼町麻
布町108番地

宮崎営業所

宮崎県宮崎市新
別府町雀田1185
番地宮崎市中央
卸売市場関連店
舗南側3棟3号

輸送施設の使用停止
文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
8条第1項、法第17
条第1項第1号、法第
17条第4項

令和4年7月5日、監査実施。11件の違反が認められた。(1)事業計画(自
動車車庫)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法第8条
第1項)、(2)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則（以下「安全規則」）第3条第4項)、(3)乗務時間等の基準なお書き
違反(安全規則第3条第4項)、(4)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、
(5)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(6)乗務等の記録事
項義務違反(安全規則第8条)、(7)運行指示書に係る作成義務違反(安全
規則第9条の3第1項)、(8)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9
条の5第1項)、(9)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1
項)、(10)特定運転者に対する特別な指導監督違反(安全規則第10条第2
項)、(11)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第
2項)

6 6

タクシー 2023 1 16

三和交通株式会社（法人
番号６４３０００１０６
２７８３）代表者山澤巖
雄

北海道札幌市北区新琴
似４条１６丁目５番２
２号

本社営業所
北海道札幌市北
区新琴似４条１
６丁目５番６号

文書警告
道道路運送法第２７
条第３項

令和４年９月２２日、公安委員会からの通報等を端緒として監査を実
施。２件の違反が認められた。（１）疾病・疲労等のおそれのある乗
務（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第２１条第５
項）、（２）乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第２５条第３項、
第４項）

0 0

タクシー 2023 1 16

株式会社トキワタクシー
（法人番号
4470001006004）代表
者国東照生

香川県高松市紙町596番
地2

本社営業所
香川県高松市紙
町596番地2

輸送施設の使用停止
（40日車）、文書警
告

道路運送法第20条、
第27条第3項

令和4年11月14日、利用者等からの苦情等を端緒にして監査を実施した
ところ、2件の違反が確認された。(1)発地及び着地のいずれもが営業区
域外に存する旅客の運行を行っていたこと（道路運送法第20条）、(2)
運転者の乗務について定められた事項の記録が不適切であったこと
（旅客自動車運送事業運輸規則第25条第3項、第4項）

4 4

貸切バス 2023 1 16
株式会社berry(法人番号
8120001236482)代表者
市後大輔

大阪府大阪市淀川区加
島1丁目64-3-101

大阪本社
大阪府大阪市淀
川区加島1丁目
64-3-101

警告(処分日車数40日
車のため、一般貸切
旅客自動車運送事業
者に対する行政処分
等の基準3.(6)による)

道路運送法第27条第
3項

令和4年10月25日、新規許可を端緒として監査を実施。4件の違反が認
められた。（1）運送引受書の交付義務違反【記載事項の不備】(旅客
自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣）第7条の2第1項)、(2)点呼の
記録義務違反【記録なし又は記録の保存なし】(運輸規則第24条第5
項)、(3)点呼の記録義務違反【記載事項の不備】(運輸規則第24条第5
項)、(4)乗務等の記録義務違反【記録事項の不備】(運輸規則第25条第1
項、第2項、第4項)

4 4

貸切バス 2023 1 16

株式会社エムワイ観光
（法人番号９４５０００
１００７０８１）代表者
寺田政行

北海道旭川市永山北２
条９丁目１３番地１２

本社営業所
北海道旭川市永
山北２条９丁目
１３番地１２

処分日車数１０日車
のため、一般貸切旅
客自動車運送事業者
に対する行政処分等
の基準３．（６）に
より文書警告

道道路運送法第２７
条第３項

令和４年１１月９日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を
端緒として監査を実施。２件の違反が認められた。（１）国土交通省
告示による損害賠償責任保険（共済）締結義務違反（旅客自動車運送
事業運輸規則（以下「運輸規則」）第１９条の２）、（２）運行指示
書の記載事項義務違反（運輸規則第２８条の２第１項）

1 1

貸切バス 2023 1 16

阿寒バス株式会社（法人
番号８４６０００１００
００７８）代表者香川眞
廣

北海道釧路市愛国１９
１番地２０８号

摩周営業所
北海道川上郡弟
子屈町中央１丁
目８番２７号

処分日車数２０日車
のため、一般貸切旅
客自動車運送事業者
に対する行政処分等
の基準３．（６）に
より文書警告

道路運送法第２７条
第３項

令和４年１１月１７日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況
を端緒として監査を実施。１件の違反が認められた。（１）特定運転
者に対する適性診断受診義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第３
８条第２項）

2 2

貸切バス 2023 1 16

あさひ自動車株式会社
（法人番号
8410001000041）代表
者佐藤武義

秋田県秋田市牛島西1丁
目1番11号

本社営業所
秋田県秋田市牛
島西1丁目627番
地42、56

文書警告（処分日車
数50日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

道路運送法第27条第
3項

令和4年11月29日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、3件の
違反が認められた｡（1）点呼の記録義務違反（旅客自動車運送事業運
輸規則(以下｢運輸規則｣)第24条第5項）。(2)乗務員台帳の作成義務違反
(運輸規則第37条第1項)。(3)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規
則第38条第1項)

0 0



貨物 2023 1 17
有限会社創建興業（法人
番号5060002036569）
代表者：飯島康司

栃木県足利市利保町２
－１９－１３

本社
栃木県足利市利
保町２－１９－
１３

輸送施設の使用停止
（70日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

救護義務違反があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和4
年6月17日、監査を実施。9件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示
の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、(2)点呼
の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1～3項）、
(3)運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第9条）、(4)運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第1項）、(5)事故惹起運転者に対する指導監督違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、(6)事故惹起運転者に
対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10
条第2項）、(7)整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条の4）、(8)運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第23条第1項）、(9)報告義務違反（貨物自動
車運送事業法第60条第1項）

7 7

貨物 2023 1 17

東京富永商事株式会社
（法人番号
3040001005223）代表
者：富永英史

千葉県千葉市稲毛区六
方町１３０－６

本社
千葉県八街市沖
字西沖１５１５

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第2項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和4年6
月27日、監査を実施。4件の違反が認められた。(1)運転者に対する指
導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、(2)事
故惹起運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第10条第2項）、(3)事故惹起運転者に対する適性診断受診義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、(4)報告義務違反
（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

1 1

貨物 2023 1 17
大興運輸株式会社（法人
番号8180301014153)代
表者河井康司

愛知県刈谷市新栄町2-
38

半田支店
愛知県半田市州
の崎町2-136

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

令和4年12月20日､重傷事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡1件の違反が認められた｡(1)運転者に対する指導監督義務違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)

0 0

貨物 2023 1 17
赤坂運送株式会社（法人
番号8170001000058）
代表者上赤坂公造

和歌山県和歌山市松島
23番地28

本社
和歌山県和歌山
市松島23番地28

輸送施設の使用停止
(60日車)

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

令和4年6月29日及び同年6月30日、労働局からの通報を端緒に監査を実
施。9件の違反が認められた。（1）事業計画変更認可違反【自動車車
庫の位置及び収容能力違反】（貨物自動車運送事業法施行規則第2条第
1項第4号）、（2）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤
務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（3）点呼の実施違反
【未実施】（安全規則第7条第1項～第3項）、（4）乗務等の記録違反
【記載事項等の不備】（安全規則第8条）、（5）事故の記録の違反
【記録】（安全規則第9条の2）、（6）運行指示書【作成、指示又は携
行の義務違反】(安全規則第9条の3第1項～第3項)、（7）運転者台帳
【記載事項等の不備】（安全規則第9条の5第1項）、（8）「貨物自動
車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指
針」による運転者に対する特別な指導及び運転適性診断受診義務違反
【運転適性診断の受診状況】（安全規則第10条第2項）、（9）自動車
事故報告規則に規定する事故の届出違反【未届出】（貨物自動車運送
事業法第24条）

6 6

貨物 2023 1 17
香川開発株式会社（法人
番号2470001008893）
代表者樋口裕之

香川県坂出市加茂町417 本社営業所
香川県坂出市加
茂町416-1

輸送施設の使用停止
（110日車）

貨物自動車運送事業
法第9条第1項、第
17条第1項第2号、
道路運送車両法第40
～43条、第47条

令和4年10月17日及び同年同月18日、利用者等からの苦情等を端緒にし
て監査を実施したところ、2件の違反が確認された。(1)自動車車庫の位
置及び収容能力に係る事業計画変更認可を受けていなかったこと（貨
物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号）、(2)不正改造車両の
運行を行ったこと。（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2）

11 11

タクシー 2023 1 17
株式会社桜交通（法人番
号5030001088911）代
表者松本久美子

埼玉県大里郡寄居町大
字用土5229

本社
埼玉県大里郡寄
居町大字用土
5229

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第36条第2
項

令和4年10月4日、法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として監査を
実施。2件の違反が認められた。(1)新任運転者に対する指導監督義務違
反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第36条第2項)､(2)運転
者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)

0 0

タクシー 2023 1 17

株式会社新所タクシー
（法人番号
3030001024273）代表
者坂野裕二郎

埼玉県所沢市大字北岩
岡字北原258-6

本社
埼玉県所沢市大
字北岩岡字北原
258-6

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第1
項

令和4年8月4日及び令和4年8月25日、酒酔い運転及び救護義務違反が
あった旨公安委員会からの通知を端緒として監査を実施。3件の違反が
認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸
規則(以下､運輸規則)第21条第1項)､(2)点呼の記録義務違反(運輸規則第
24条第5項)､(3)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1
項)

0 0

貸切バス 2023 1 17
株式会社和光（法人番号
8050001025521）代表
者石井和紀

茨城県稲敷郡河内町生
板5645

本社営業所
茨城県稲敷郡河
内町生板5645

輸送施設の使用停止
（60日車）

道路運送法第9条の2
第1項

令和4年7月6日、定期的な監査を実施。2件の違反が認められた。(1)運
賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2第1項)､(2)運転者に対す
る指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

6 6

貸切バス 2023 1 17 舩見美和
愛知県安城市宇頭茶屋
町南裏６５番地４

安城営業所
愛知県碧南市三
度山町４丁目４
０番地

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第7条の2第
1項

令和4年12月7日、監査方針に基づき、監査を実施。2件の違反が認めら
れた。(1)運送引受書記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第7条
の2第1項)、（2）運行指示書の記載事項等不備(旅客自動車運送事業運
輸規則第２８条の２第１項)

0 0

貨物 2023 1 18
保栄物流株式会社（法人
番号6300001009310）
代表者山口保弘

佐賀県伊万里市松浦町
中野原2124番地5

本社営業所
佐賀県伊万里市
松浦町中野原
2124番地5

輸送施設の使用停止
文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項第1号、
法第17条第1項第2
号、法第17条第4
項、道路運送車両法
第49条第1項

令和4年8月18日、監査実施。14件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下｢安全規
則｣）第3条第4項)、(2)乗務時間等の基準なお書き違反(安全規則第3条
第4項)、(3)疾病、疲労等のおそれのある乗務（安全規則第3条第6項)、
(4)定期点検整備記録簿の記載違反(安全規則第3条の2、道路運送車両法
第49条第1項)、(5)点呼の実施等義務違反(安全規則第7条)、(6)点呼の
記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(7)点呼の記録事項義務違反(安全
規則第7条第5項)、(8)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(9)
運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(10)運転者台帳
の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(11)運転者に対する指
導監督違反(安全規則第10条第1項)、(12)運転者に対する指導監督の記
録又は指導監督記録保存違反(安全規則第10条第1項)、(13)特定運転者
に対する特別な指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(14)特定運転者
に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)

10 10

貨物 2023 1 19

株式会社丸勝荷役運輸
(法人番号
4260001027756)代表者
石川勝弘

岡山県岡山市北区横井
上848-4

株式会社丸
勝荷役運輸

岡山県岡山市北
区御津伊田2157

輸送施設の使用停止
(190日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第9
条第1項、第17条第
1項第1号、同条同項
第2号、同条第3項、
同条第4項、第24条
の4第1項、第60条
第1項及び道路運送
車両法第48条

令和3年8月5日及び同年11月30日、情報提供を端緒として監査を実施。
19件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送
事業法施行規則(以下「施行規則」)第2条第1項第4号)、(2)乗務時間等
告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)
第3条第4項)、(3)疾病、疲労等のおそれのある乗務禁止違反(安全規則
第3条第6項)、(4)定期点検整備記録簿等の記載事項義務違反(安全規則
第3条の2)、(5)整備管理者の研修受講義務違反(安全規則第3条の4)、
(6)過積載運送(法17条第3項)、(7)点呼の実施義務違反(安全規則第7条
第1項、第2項及び第3項)、(8)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条
第5項)、(9)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条第1項)、(10)運
行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(11)事故の記録作成義
務違反(安全規則第9条の2)、(12)運行指示書の作成義務違反(安全規則
第9条の3第1項)、(13)運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第
1項)、(14)運転者台帳の記載事項義務違反（安全規則第9条の5第1
項）、(15)特定の運転者に対する特別な指導義務違反(安全規則第10条
第1項)、(16)特定の運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第
10条第2項)、(17)運行管理者の講習(一般講習)受講義務違反(安全規則
第23条第1項)、(18)社会保険等加入義務違反(施行規則第14条第2号)、
(19)事業実績報告書提出義務違反(貨物自動車運送事業報告規則第2条第
1項)

19 19



貨物 2023 1 20
和孝運輸有限会社（法人
番号4180002007443)代
表者大橋寛子

愛知県名古屋市港区小
賀須3-1205

本社営業所
愛知県名古屋市
港区小賀須3-
1205

輸送施設の使用停止
(150日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和4年6月28日及び令和4年7月19日､監査方針に基づき､監査を実施｡
15件の違反が認められた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送
事業法施行規則第2条第1項第4号)､(2)乗務時間等基準告示の遵守違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(3)健康診断未受診(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)､(4)定期点検未実施(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条の2)､(5)整備管理者の研修受講義務違
反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4)､(6)点呼の実施義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(7)点呼の記
録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(8)乗務
等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(9)運
行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､
(10)運転者台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条
の5第1項)､(11)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第9条の5第1項)､(12)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(13)特定の運転者に対する
運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､
(14)一般講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第
1項)､(15)事業報告書及び輸送実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法
第60条第1項)

15 15

貨物 2023 1 20

有限会社大野流通商会
（法人番号
2122002016027）代表
者大野聡

大阪府八尾市老原6丁目
60番地の56

本社
大阪府八尾市老
原6丁目60番地の
56

輸送施設の使用停止
(70日車)

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第2
号

令和4年6月10日及び同年9月1日、関係機関からの情報を端緒に監査を
実施。3件の違反が認められた。（1）無車検運行（貨物自動車運送事
業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条の2、道路運送車両法第58
条第1項）、（2）運転者台帳【作成】（安全規則第9条の5第1項）、
（3）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指
導及び監督の指針」による運転者に対する特別な指導及び運転適性診
断受診義務違反【運転適性診断の受診状況】（安全規則第10条第2項）

7 7

貨物 2023 1 20

株式会社滋賀運送甲賀
（法人番号
9160001006006）代表
者丸山裕史

滋賀県甲賀市水口町名
坂840番地

本店
滋賀県甲賀市土
山町大野字澤
4945-6

輸送施設の使用停止
(40日車)

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和4年7月26日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。6件
の違反が認められた。(1)「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転
者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」)第3条第4項）、(2)点呼の実施違
反【未実施】（安全規則第7条第1項～第3項）、(3)点呼の記録違反
【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、(4）乗務等の記録違
反【記載事項等の不備】（安全規則第8条）、(5)運行指示書【作成、指
示又は携行の義務違反】(安全規則第9条の3第1項～第3項)、(6)運転者
台帳【記載事項等の不備】(安全規則第9条の5第1項)

4 4

貨物 2023 1 20
株式会社NK(法人番号
5150001015754)代表者
中家将貴

奈良県吉野郡下市町大
字原谷262番地の12

本社
奈良県葛城市太
田536番地1

警告
貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和4年10月18日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。3
件の違反が認められた。(1)「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運
転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項）、(2)点呼の実施
違反【未実施】（安全規則第7条第1項～第3項）、(3)乗務等の記録違
反【記載事項等の不備】（安全規則第8条）

0 0

貨物 2023 1 24
株式会社光星運輸（法人
番号2011801001423）
代表者：大森哲也

東京都足立区花畑４－
３９－２１－４０２

本社
東京都足立区花
畑４－３９－２
１－４０２

輸送施設の使用停止
（205日車）、輸送の
安全確保命令

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年3月22日及び同
年3月29日、監査を実施。13件の違反が認められた。(1)乗務時間等告
示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、(2)疾
病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6
項）、(3)点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条）、(4)アルコール検知器備え義務違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第7条第4項）、(5)乗務等記録の記載事項違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第8条）、(6)運行記録計による記録義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第9条）、(7)運転者に対する指導監督違反等
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、(8)初任運転者に
対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項）、(9)初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第10条第2項）、(10)定期点検整備の実施違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第48条）、
(11)運行管理補助者の要件違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
18条第3項）、(12)事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第
9条第1項）、(13)事業の適確な遂行に係る遵守事項のうち社会保険等
未加入（貨物自動車運送事業法第24条の4、貨物自動車運送事業法施行
規則第14条第2号）

21 21

貨物 2023 1 24

有限会社あさみ通商（法
人番号
9070002020601）代表
者：浅見裕幸

群馬県佐波郡玉村町大
字樋越２２６－４

本社
群馬県佐波郡玉
村町大字板井９
９６－２１

輸送施設の使用停止
（165日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年4月19日及び同
年4月28日、監査を実施。14件の違反が認められた。(1)疾病のおそれ
のある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、(2)点呼
の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(3)乗務
等記録の記載事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条）、(4)
運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10
条第1項）、(5)初任・高齢運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第10条第2項）、(6)初任・高齢運転者に対する適
性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項）、(7)定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第3条の2、道路運送車両法第48条）、(8)整備管理者の研修受講義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4）、(9)運行管理者の講
習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項）、
(10)事業計画（車庫・休憩睡眠施設）の変更認可違反（貨物自動車運送
事業法第9条第1項）、(11)事業計画（車両数）の変更認可違反（貨物
自動車運送事業法第9条第1項）、(12)事業計画事後届出違反（貨物自
動車運送事業法第9条第3項）、(13)事業の適確な遂行に係る遵守事項
のうち社会保険等未加入（貨物自動車運送事業法第24条の4、貨物自動
車運送事業法施行規則第14条第2号）、(14)報告義務違反（貨物自動車
運送事業法第60条第1項）

17 17

貨物 2023 1 24

有限会社丸中物流栃木
（法人番号
6060002020951）代表
者：米島英之

栃木県鹿沼市茂呂２２
２－６

本社
栃木県鹿沼市茂
呂２２２－６

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和4年6
月7日、監査を実施。4件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵
守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、(2)点呼記録
の記載事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）、(3)
運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9
条）、(4)運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第1項）

2 2

貨物 2023 1 24

有限会社さかもと企画
サービス（法人番号
6040002094519）代表
者：坂本孝二

千葉県流山市大字平方
１８２－１

袖ヶ浦
千葉県袖ヶ浦市
奈良輪２５５４
－１９

許可の取消し
貨物自動車運送事業
法第34条第1項

令和元年9月25日付け輸送施設の使用停止及び附帯命令書により、指定
した事業用自動車2両の自動車検査証の返納及び自動車登録番号標の領
置を命じたにもかかわらず、当該命令に従わなかったもの。(1)自動車
検査証の返納命令及び登録番号票領置命令違反（貨物自動車運送事業
法第34条第1項）

0 0



乗合バス 2023 1 24

ＹＭ交通株式会社（法人
番号：
1021001071176）代表
者山口誠志

神奈川県相模原市緑区
下九沢1636-1

本社
神奈川県相模原
市緑区下九沢
1636-1

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第45条

令和4年11月22日及び令和4年12月23日、事業譲渡を受けたことを端緒
に監査を実施。1件の違反が認められた。(1)定期点検整備等の未実施
(旅客自動車運送事業運輸規則第45条)

0 0

貸切バス 2023 1 24

ＨＥＧ観光株式会社（法
人番号：
8013101005173）代表
者麻生曜子

東京都武蔵村山市三ツ
藤3-55-1

本社営業所
東京都武蔵村山
市三ツ藤3-55-1

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第24条第5
項

令和4年11月15日、定期的な監査を実施。1件の違反が認められた。(1)
点呼の記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)

0 0

貸切バス 2023 1 24

有限会社関口商店（法人
番号：
7030002121966）代表
者関口正明

埼玉県秩父郡小鹿野町
大字小鹿野1806-2

本社営業所
埼玉県秩父郡小
鹿野町大字小鹿
野1806-2

処分日車数10日車の
ため、一般貸切旅客
自動車運送事業者に
対する行政処分等の
基準3.(6)により文書
警告

旅客自動車運送事業
運輸規則第48条の4
第1項

令和4年8月2日及び令和4年8月10日、定期的な監査を実施。1件の違反
が認められた。(1)運行管理者に対する講習受講義務違反(旅客自動車運
送事業運輸規則第48条の4第1項)

7 1

貸切バス 2023 1 24

株式会社アイカウ交通
（法人番号：
9050001015249）代表
者大内剛

茨城県ひたちなか市磯
崎町4261-4

本社営業所
茨城県ひたちな
か市磯崎町4261-
4

処分日車数20日車の
ため、一般貸切旅客
自動車運送事業者に
対する行政処分等の
基準3.(6)により文書
警告

旅客自動車運送事業
運輸規則第46条

令和4年11月14日及び令和4年11月22日、定期的な監査を実施。4件の
違反が認められた。(1)疾病のおそれのある乗務(旅客自動車運送事業運
輸規則(以下｢運輸規則｣)第21条第5項)､(2)運転者に対する指導監督義務
違反(運輸規則第38条第1項)､(3)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規
則第46条)､(4)運行管理者に対する講習受講義務違反(運輸規則第48条の
4第1項)

2 2

貸切バス 2023 1 24
愛媛バス株式会社（法人
番号4500001009234）
代表者森川和俊

愛媛県西条市楠甲547番
地7

本社営業所
愛媛県西条市楠
甲547番地7

文書警告
道路運送法第29条の
3

令和4年12月8日、旅客自動車運送事業に関する監査方針に基づき監査
を実施したところ、1件の違反が確認された。(1)国土交通省令で定めら
れた輸送の安全にかかわる情報を公表後、その内容を国に報告してい
なかったこと（旅客自動車運送事業運輸規則第47条の7第1項）

0 0

貨物 2023 1 25
有限会社高橋建材（法人
番号6400002010711）
代表者高橋年美

岩手県下閉伊郡山田町
豊間根第2地割36番地1

本社営業所
岩手県下閉伊郡
山田町豊間根第2
地割36-1

輸送施設の使用停止
（30日車）

法第17条第4項

令和4年7月7日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、3件の違
反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第
10条第1項）、（2）高齢運転者に対する指導監督義務違反（安全規則
第10条第2項）、（3）高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（安
全規則第10条第2項）

3 3

貨物 2023 1 25
株式会社ﾛｼﾞｺﾑ（法人番
号7370001017999）代
表者小山幸也

宮城県仙台市若林区卸
町5丁目6番10号

郡山支店
（現郡山営
業所）

福島県郡山市喜
久田町卸3丁目3
番

輸送施設の使用停止
（20日車）及び文書
警告

法第17条第1項第1
号、法第17条第4項

令和4年1月21日及び3月4日、監査方針を端緒として監査を実施した結
果、2件の違反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反（安全
規則第3条第4項）、（2）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則
第10条第1項）

2 2

貨物 2023 1 25
株式会社村山運送（法人
番号3390001004611）
代表者村山裕樹

山形県天童市大字蔵増
1465番地11

仙台南営業
所

宮城県亘理郡亘
理町逢隈中泉字
本木59番地

文書警告 法第17条第4項
令和5年1月18日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、1件の違
反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第
10条第1項）

0 0

貨物 2023 1 25

ひまわり運輸株式会社
（法人番号
5210001011887)代表者
佐治覚栄

福井県越前市四郎丸町
65-1-1

本社営業所
福井県越前市四
郎丸町６５字宿
之下１番地１

輸送施設の使用停止
(120日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和4年6月15日及び令和4年6月22日､公安委員会からの通知を端緒と
して､本店営業所に対して監査を実施｡18件の違反が認められた｡(1)事
業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4
号)､(2)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条
第1項第5号)､(3)事業計画事後届出違反(貨物自動車運送事業法施行規則
第7条第1項第1号)､(4)事業計画事後届出違反(貨物自動車運送事業法施
行規則第7条第1項第3号)､(5)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(6)健康診断未受診(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第3条第6項)､(7)点呼の実施義務違反(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)､(8)点呼の実施
不適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに
第3項)､(9)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条
第5項)､(10)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第7条第5項)､(11)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条)､(12)運転者台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第9条の5第1項)､(13)運転者台帳の記載事項等不備(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(14)特定の運転者に対す
る指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(15)特
定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第2項)､(16)運行管理者に対する指導監督義務違反(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第22条)､(17)運行管理者の選任解任届出違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条)､(18)事業報告書及び事業実

12 12

貨物 2023 1 25

株式会社ユーエスロジ
テック（法人番号
6200002011572)代表者
宇野正

岐阜県羽島市正木町須
賀小松405番地

本社営業所
岐阜県羽島市正
木町須賀小松404
番地

輸送施設の使用停止
(120日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第1項及び第2項

令和4年6月13日､監査方針に基づき､監査を実施｡5件の違反が認められ
た｡(1)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1
項及び第2項)､(2)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第7条第5項)､(3)乗務等の記録不実記載(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第8条)､(4)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第9条)､(5)運行記録計による記録不実記載(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第9条)

12 12

貨物 2023 1 25
株式会社松島運送（法人
番号5190001003037)代
表者松島済

三重県津市雲出伊倉津
町1885-1

本社営業所
三重県津市香良
洲町字海面高砂
3952-28

輸送施設の使用停止
(100日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和4年7月4日､監査方針に基づき､監査を実施｡12件の違反が認められ
た｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第
1項第4号)､(2)配置車両数違反(貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1
項第1号)､(3)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第4項)､(4)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条第6項)､(5)点検整備記録簿等の未記載(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条の2)､(6)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)､(7)点呼の記録記載事項不
備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(8)運行指示書及び写
しの保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第4項)､
(9)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9
条の5第1項)､(10)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第1項)､(11)運転者に対する指導監督記録記載事
項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(12)特定の運転
者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10
条第2項)

10 10

タクシー 2023 1 25

あさひ自動車株式会社
（法人番号
8410001000041）代表
者佐藤武義

秋田県秋田市牛島西1丁
目1番11号

本社営業所
秋田県秋田市牛
島西1丁目627番
地42、56

輸送施設の使用停止
（110日車）及び文書
警告

道路運送法第27条第
3項、道路運送車両
法第58条第1項

令和4年3月23日及び4月22日、監査方針を端緒として監査を実施した結
果、5件の違反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反（旅客
自動車運送事業運輸規則（以下｢運輸規則｣）第21条第1項）、（2）点
呼の記録義務違反（運輸規則第24条第5項）、（3）運転者に対する指
導監督違反（運輸規則第38条第1項）、（4）運転者に対する指導監督
の記録保存違反（運輸規則第38条第1項）、(５)無車検運行(道路運送車
両法第58条第1項)

11 12

タクシー 2023 1 25
有限会社寿タクシー（法
人番号9190002015795)
代表者一ノ谷鈔夫

三重県度会郡大紀町大
字野原2100番地

本社営業所
三重県度会郡大
紀町野原字一ﾉ谷
2100番地

輸送施設の使用停止
(21日車)及び文書警
告

旅客自動車運送事業
運輸規則第24条第1
項及び第2項

令和4年8月30日、監査方針に基づき、監査を実施。6件の違反が認めら
れた。(1)点呼の実施義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第1
項及び第2項)､(2)点呼の記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第
24条第5項)､(3)点呼の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則
第24条第5項)､(4)補助者の要件違反(旅客自動車運送事業運輸規則第47
条の9第3項)､(5)一般講習受講義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第
48条の4第1項)､(6)事業報告書及び輸送実績報告書未提出(道路運送法第
94条第1項)

3 3



乗合バス 2023 1 25
丸新交通株式会社（法人
番号9080001016384)代
表者古知愛一郎

静岡県藤枝市八幡503番
地の1

藤枝営業所
静岡県藤枝市八
幡503番地の4

輸送施設の使用停止
(20日車)及び文書警
告

旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第5
項

令和4年7月13日、監査方針に基づき、監査を実施。5件の違反が認めら
れた。(1)健康診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第5項)､
(2)点呼の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5
項)､(3)特定の運転者に対する指導義務違反(旅客自動車運送事業運輸規
則第38条第2項)､(4)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(旅客自
動車運送事業運輸規則第38条第2項)､(5)整備管理者の研修受講義務違反
(旅客自動車運送事業運輸規則第46条)

2 2

乗合バス 2023 1 25

スイトトラベル株式会社
（法人番号
5200001013744)代表者
梅村和行

岐阜県大垣市旭町3丁目
11番地

海津営業所
海津市海津町福
江字中無垢里656
番2

文書警告
道路運送法第23条第
3項

令和4年7月25日及び令和4年7月26日、監査方針に基づき、監査を実
施。2件の違反が認められた。(1)運行管理者の選任解任届出違反(道路
運送法第23条第3項)､(2)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(旅
客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)

0 0

乗合バス 2023 1 25
有限会社寿タクシー（法
人番号9190002015795)
代表者一ノ谷鈔夫

三重県度会郡大紀町野
原2100番地

本社営業所
三重県度会郡大
紀町野原2100番
地

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第24条第5
項

令和4年8月30日、監査方針に基づき、監査を実施。3件の違反が認めら
れた。(1)点呼の記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5
項)､(2)点呼の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第
5項)､(3)事業報告書及び輸送実績報告書未提出(道路運送法第94条第1
項)

0 0

貸切バス 2023 1 25
有限会社光交通（法人番
号５４５０００２００８
３１４）代表者安東良夫

北海道上川郡美瑛町字
美瑛原野５６７番地３

本社営業所
北海道上川郡美
瑛町字美瑛原野
５６７番地３

処分日車数４０日車
のため、一般貸切旅
客自動車運送事業者
に対する行政処分等
の基準３．（６）に
より文書警告

道路運送法第２３条
第１項

令和４年１１月２１日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況
を端緒として監査を実施。８件の違反が認められた。（１）運行管理
者の選任違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第
４７条の９第１項）、（２）運行管理者の選任解任届出義務違反（道
路運送法第２３条第３項）、（３）運送引受書の交付義務違反（運輸
規則第７条の２第１項）、（４）国土交通省告示による損害賠償責任
保険（共済）締結義務違反（運輸規則第１９条の２）、（５）運転者
に対する指導監督違反（運輸規則第３８条第１項）、（６）運転者に
対する指導監督の記録事項違反（運輸規則第３８条第１項）、（７）
定期点検整備等記録簿の記載違反（運輸規則第４５条第１項）、
（８）輸送の安全にかかわる公表情報の報告義務違反（運輸規則第４
７条の７第１項）

4 4

貸切バス 2023 1 25
株式会社KRB（法人番
号8180302025604）代
表者大河原勝也

愛知県豊田市花沢町上
行田１４番地

本社営業所
愛知県豊田市花
沢町上行田１３

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第5
項

令和4年12月14日、監査方針に基づき、監査を実施。1件の違反が認め
られた。(1)健康診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第5項)

1 0

貨物 2023 1 26
中川運輸有限会社（法人
番号2420002016058）
代表者中川孝正

青森県南津軽郡藤崎町
大字常盤字二西田72番
地3

本社営業所
青森県南津軽郡
藤崎町大字常盤
字二西田72-3

輸送施設の使用停止
（100日車）及び文書
警告

法第17条第1項第1
号、法第17条第4項

令和4年5月18日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、8件の違
反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反（安全規則第3条第
4項）、（2）疾病、疲労のおそれのある乗務（安全規則第3条第6
項）、（3）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項）、（4）点呼
の記録義務違反（安全規則第7条第5項）、（5）乗務等の記録義務違反
（安全規則第8条）、（6）運行記録計による記録義務違反（安全規則
第9条）、（7）運転者台帳の作成義務違反（安全規則第9条の5第1
項）、（8）運転者に対する指導監督違反（安全規則第10条第1項）

10 10

貨物 2023 1 26
株式会社八洲陸運（法人
番号9420001002168）
代表者松尾彰

青森県青森市大字滝沢
字住吉28番地7

本社営業所

青森県青森市大
字滝沢字住吉34-
1、28-1、32-1、
253-2

輸送施設の使用停止
（70日車）

法第17条第1項第1
号、法第17条第4項

令和4年6月16日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、3件の違
反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反（安全規則第3条第
4項）、（2）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1
項）、（3）運転者に対する指導監督の記録保存違反（安全規則第10条
第1項）

7 7

貨物 2023 1 26

株式会社朋友ネットワー
ク（法人番号
9120101045881)代表者
佐々木哲治

大阪府和泉市和気町2丁
目3番1-1412号

本社
大阪府和泉市和
気町2丁目3番1-
1412号

輸送施設の使用停止
(10日車)

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和4年7月14日、死亡事故を引き起こしたことを端緒に監査を実施。7
件の違反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の
運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）点呼
の実施違反【未実施】（安全規則第7条第1項～第3項）、（3）（4）点
呼の記録違反【記録】【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5
項）、（5）乗務等の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第8
条）、（6）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して
行う指導及び監督の指針」（以下「指導監督告示」）による運転者に
対する指導及び監督違反【一部不適切】（安全規則第10条第1項）、
（7）指導監督告示による運転者に対する特別な指導及び運転適性診断
受診義務違反【特別な指導の実施状況】（安全規則第10条第2項）

1 1

貸切バス 2023 1 26

仙台西観光秋泉ﾊﾞｽ株式
会社（法人番号
5370001018479）代表
者小笠原美紀

宮城県仙台市太白区秋
保町湯向4番地の1

本社営業所
宮城県仙台市太
白区秋保町湯向4
－1

輸送施設の使用停止
（60日車）

道路運送法第27条第
3項

令和4年9月27日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、2件の違
反が認められた｡（1）運送引受書の交付義務違反（運輸規則第7条の2
第1項）。(2)運行指示書の作成等義務違反(運輸規則第28条の2第1項)

6 6

貸切バス 2023 1 27
横瀬観光有限会社（法人
番号3480002008247）
代表者桑原明生

徳島県勝浦郡勝浦町大
字三渓字上川原43番地
17号

本社営業所
徳島県勝浦郡勝
浦町大字三渓字
上川原43番地17

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年10月26日及び同年12月2日、旅客自動車運送事業に関する監査
方針に基づき監査を実施したところ、4件の違反が確認された。(1)運転
者に対する点呼が確実になされていなかったこと（旅客自動車運送事
業運輸規則（以下「運輸規則」）第24条第1項、第2項、第3項）、(2)
運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと（運
輸規則第24条第5項）、(3)運行指示書に記載すべき事項が不適切で
あったこと（運輸規則第28条の2第1項）、(4)事業用自動車の運行の安
全を確保するために必要な運転者に対する指導監督の記録が確実にな
されていなかったこと（運輸規則第38条第1項）

4 4

タクシー 2023 1 30

恊和交通株式会社（法人
番号９４３０００１００
４７２５）代表者高山尚
也

北海道札幌市白石区米
里５条２丁目２－３０

本社営業所
北海道札幌市白
石区米里５条２
丁目２－３０

輸送施設の使用停止
（１０日車）及び文
書警告

道道路運送法第２７
条第３項

令和４年１０月２０日、公安委員会からの通報等を端緒として監査を
実施。８件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守義務
違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第２１条第
１項）、（２）事故の記録事項義務違反（運輸規則第２６条の２）、
（３）乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第３７条第１項）、
（４）運転者に対する指導監督義務違反（運輸規則第３８条第１
項）、（５）運転者に対する指導監督の記録義務違反（運輸規則第３
８条第１項）、（６）運転者に対する特別な指導義務違反（運輸規則
第３８条第２項）、（７）特定運転者に対する適性診断受診義務違反
（運輸規則第３８条第２項）、（８）書類の適切管理義務違反（運輸
規則第６９条）

1 1

タクシー 2023 1 30
株式会社平和観光（法人
番号2030001013062）
代表者成川勇一

埼玉県さいたま市桜区
五関335-1

東京
東京都足立区花
畑6-5-3ﾌﾞﾙｰﾒ花
畑73206号

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第25条第3
項

令和4年12月8日、区域拡大を行ったことを端緒として監査を実施。1件
の違反が認められた。(1)乗務記録の記録事項の不備(旅客自動車運送事
業運輸規則第25条第3項)

0 0

貸切バス 2023 1 30

株式会社ジャパンリムジ
ンサービス（法人番号２
４６０３０２００４６５
９）代表者柿内裕一

北海道網走郡大空町女
満別本通３丁目１番２
５号

女満別ハイ
ヤー本店営
業所

北海道網走郡大
空町女満別本通
３丁目１番２５
号

処分日車数１０日車
のため、一般貸切旅
客自動車運送事業者
に対する行政処分等
の基準３．（６）に
より文書警告

道路運送法第２７条
第３項

令和４年１１月３０日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況
を端緒として監査を実施。６件の違反が認められた。（１）点呼の記
録事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）
第２４条第５項）、（２）乗務員台帳の作成義務違反（運輸規則第３
７条第１項）、（３）事業用自動車内運転者氏名等掲示違反（運輸規
則第４２条第１項）、（４）日常点検の実施違反（運輸規則第４５
条）、（５）定期点検整備の実施違反（運輸規則第４５条第１項）、
（６）自動車に関する表示義務違反（道路運送法第９５条）

1 1



貸切バス 2023 1 30

株式会社山田産業（法人
番号５４６０３０１００
１１１８）代表者山田忠
茂

北海道常呂郡訓子府町
字穂波１１０－６

くるねっぷ
観光バス営
業所

北海道常呂郡訓
子府町字穂波１
１０－６

処分日車数１０日車
のため、一般貸切旅
客自動車運送事業者
に対する行政処分等
の基準３．（６）に
より文書警告

道路運送法第２７条
第３項

令和４年１２月１日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を
端緒として監査を実施。２件の違反が認められた。（１）定期点検整
備等記録簿の記載違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規
則」）第４５条第２項）、（２）整備管理者の研修受講義務違反（運
輸規則第４６条）

1 1

貨物 2023 1 31

株式会社ｴｷｽﾌﾟﾚｽ青森
（法人番号
1420001004865）代表
者加藤とよ

青森県青森市けやき1丁
目15番1号

本社営業所
青森県青森市け
やき1-15-1

輸送施設の使用停止
（60日車）及び文書
警告

法第17条第1項第1
号、法第17条第4項

令和4年7月27日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、3件の違
反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反（安全規則第3条第
4項）、（2）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1
項）、（3）運転者に対する指導監督の記録違反（安全規則第10条第1
項）

6 6

貨物 2023 1 31
株式会社加藤急便（法人
番号4420001000696）
代表者加藤義信

青森県青森市けやき1丁
目15番1号

本社営業所
青森県青森市け
やき1丁目15-1

輸送施設の使用停止
（30日車）及び文書
警告

法第17条第1項第1
号、法第17条第4項

令和4年7月28日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、4件の違
反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反（安全規則第3条第
4項）、（2）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項、第2項、第3
項）、（3）点呼の記録義務違反（安全規則第7条第5項）、（4）運転
者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）

3 3

貨物 2023 1 31

北日本運輸株式会社（法
人番号
6220001007826）代表
者滝沢英貴

石川県白山市鹿島町29-
3

本社営業所
石川県白山市鹿
島町29-3

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項及び同条
第4項

令和3年11月15日、監査実施。6件の違反が認められた。（1）乗務時間
等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）（2）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1～3
項）（3）点呼の記録義務違反（安全規則第7条第5項）（4）点呼の記
録記載不備（安全規則第7条第5項）（5）運転者台帳の記載不備（安全
規則第9条の5第1項）（6）運転者に対する指導監督違反（安全規則第
10条第1項）

3 3

貨物 2023 1 31
下村商運株式会社（法人
番号2040001078146）
代表者：下村ひでお

千葉県千葉市中央区出
洲港８－２

本社
千葉県千葉市中
央区出洲港８－
２

輸送施設の使用停止
（225日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の2、道路運送車両
法第48条

酒気帯び運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和4
年4月19日及び同年4月26日、監査を実施。9件の違反が認められた。
(1)乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条
第4項）、(2)疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第6項）、(3)点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第7条）、(4)乗務等記録の記載事項違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第8条）、(5)運行記録計による記録義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第9条）、(6)運転者に対する指導監督違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、(7)高齢運転者に対する
指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、(8)
定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の
2、道路運送車両法第48条）、(9)事業計画の変更認可違反（貨物自動
車運送事業法第9条第1項）

23 23

貨物 2023 1 31
株式会社豊永（法人番号
6190001020246）代表
者：堀永一男

三重県伊賀市猪田６２
５７－４

栃木
栃木県鹿沼市幸
町２－２－２８

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年6月24日、監査
を実施。3件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、(2)点呼の実施義務違反等
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(3)運転者に対する指導監
督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

1 1

貨物 2023 1 31 寺内光
東京都墨田区文花３－
１９－１０

本店
東京都墨田区文
花３－１９－１
０

許可の取消し
貨物自動車運送事業
法第32条

所在不明であることを端緒として調査を実施したところ、事業の無届
出休止・廃止が判明したことから、事業許可を取消したもの。(1)事業
の無届出休止・廃止（貨物自動車運送事業法第32条）

0 0

貨物 2023 1 31 川口友貞
東京都墨田区墨田４－
４１－１８

本店
東京都墨田区墨
田４－４１－１
８

許可の取消し
貨物自動車運送事業
法第32条

所在不明であることを端緒として調査を実施したところ、事業の無届
出休止・廃止が判明したことから、事業許可を取消したもの。(1)事業
の無届出休止・廃止（貨物自動車運送事業法第32条）

0 0

貨物 2023 1 31 美久羅八郎
東京都墨田区業平橋４
－１４

本店
東京都墨田区業
平橋４－１４

許可の取消し
貨物自動車運送事業
法第32条

所在不明であることを端緒として調査を実施したところ、事業の無届
出休止・廃止が判明したことから、事業許可を取消したもの。(1)事業
の無届出休止・廃止（貨物自動車運送事業法第32条）

0 0

貨物 2023 1 31
有限会社日帝商事（法人
番号7010602013243）
代表者：橋本行夫

東京都墨田区横川１－
２－１

本社
東京都墨田区横
川１－２－１

許可の取消し
貨物自動車運送事業
法第32条

所在不明であることを端緒として調査を実施したところ、事業の無届
出休止・廃止が判明したことから、事業許可を取消したもの。(1)事業
の無届出休止・廃止（貨物自動車運送事業法第32条）

0 0

貨物 2023 1 31
星野運送有限会社（法人
番号7010602005216）
代表者：蓮池薫

東京都江東区枝川２－
２７－５

本社
東京都江戸川区
篠崎町２－１８
１

許可の取消し
貨物自動車運送事業
法第32条

所在不明であることを端緒として調査を実施したところ、事業の無届
出休止・廃止が判明したことから、事業許可を取消したもの。(1)事業
の無届出休止・廃止（貨物自動車運送事業法第32条）

0 0

貨物 2023 1 31
堀越運送有限会社（法人
番号5010602004616）
代表者：堀越賢一

東京都江東区深川１－
３－１１

本社
東京都江東区深
川１－３－１１

許可の取消し
貨物自動車運送事業
法第32条

所在不明であることを端緒として調査を実施したところ、事業の無届
出休止・廃止が判明したことから、事業許可を取消したもの。(1)事業
の無届出休止・廃止（貨物自動車運送事業法第32条）

0 0

貨物 2023 1 31
野原運輸株式会社（法人
番号2010601029773）
代表者：野原誠一郎

東京都墨田区横川２－
６－２

本社
東京都江戸川区
臨海町４－２－
２

許可の取消し
貨物自動車運送事業
法第32条

所在不明であることを端緒として調査を実施したところ、事業の無届
出休止・廃止が判明したことから、事業許可を取消したもの。(1)事業
の無届出休止・廃止（貨物自動車運送事業法第32条）

0 0

貨物 2023 1 31
株式会社山形運送（法人
番号3050001025039）
代表者：山形寛

茨城県日立市千石町２
－１６－３

本社
茨城県日立市千
石町２－１６－
３

許可の取消し
貨物自動車運送事業
法第32条

所在不明であることを端緒として調査を実施したところ、事業の無届
出休止・廃止が判明したことから、事業許可を取消したもの。(1)事業
の無届出休止・廃止（貨物自動車運送事業法第32条）

0 0

貨物 2023 1 31

堺南運輸商社株式会社
（法人番号
5120101002465）代表
者德田和博

大阪府堺市西区菱木2丁
2107-1

伏尾
大阪府堺市西区
菱木2丁2211

輸送施設の使用停止
(160日車)

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和4年7月7日、労働局からの通報を端緒に監査を実施。9件の違反が
認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤
務時間及び乗務時間に係る基準」(以下「乗務時間等告示」）の遵守違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4
項）、（2）乗務時間等告示なお書きの遵守違反（一運行の勤務時間）
（安全規則第3条第4項）、（3）点検整備違反【定期点検整備等の未実
施】（安全規則第3条の2、道路運送車両法第48条）、（4）点呼の実施
違反【未実施】（安全規則第7条第1項～第3項）、（5）点呼の記録違
反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、（6）乗務等の記録
違反【記載事項等の不備】（安全規則第8条）、（7）運転者台帳【記
載事項等の不備】（安全規則第9条の5第1項）、（8）「貨物自動車運
送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」
による運転者に対する特別な指導及び運転適性診断受診義務違反【運
転適性診断の受診状況】（安全規則第10条第2項）、（9）運行管理者
の講習受講義務違反（安全規則第23条第1項）

16 16

貨物 2023 1 31
西光運輸株式会社（法人
番号5120001157632）
代表者西光彰男

大阪府門真市殿島町20-
10

本社
大阪府門真市殿
島町20-10

輸送施設の使用停止
(20日車)

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和4年7月14日、死亡事故を引き起こしたことを端緒に監査を実施。3
件の違反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の
運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）点呼
の実施違反【未実施】（安全規則第7条第1項～第3項）、（3）点呼の
記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）

2 2



貨物 2023 1 31

有限会社クールポート関
西（法人番号
2122002006829）代表
者木原俊幸

大阪府東大阪市箕輪1丁
目165番1

本社
大阪府東大阪市
箕輪1丁目165番1

輸送施設の使用停止
(110日車)

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和4年7月11日及び同年8月9日、労働局からの通報を端緒に監査を実
施。4件の違反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自
動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」第3条第4項）、（2）
疾病、疲労等のおそれのある乗務（安全規則第3条第6項）、（3）無車
検運行（安全規則第3条の2、道路運送車両法第58条第1項）、（4)「貨
物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監
督の指針」による運転者に対する特別な指導及び運転適性診断受診義
務違反【運転適性診断の受診状況】（安全規則第10条第2項）

11 11

タクシー 2023 1 31

株式会社高浜タクシー
（法人番号
5220001015895）代表
者酒谷正人

石川県羽咋郡志賀町字
末吉相瀬4番地2号

本社営業所
石川県羽咋郡志
賀町字末吉相瀬4
番地2号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年10月21日、監査実施。1件の違反が認められた。（1）特定の運
転者に対する適性診断受診義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第
38条第2項）

0 0

タクシー 2023 1 31

有限会社中郷タクシー
（法人番号
5050002032544）代表
者緑川貞幹

茨城県北茨城市中郷町
小野矢指179-5

磯原
茨城県北茨城市
磯原町磯原2-241

輸送施設の使用停止
（121日車）

道路運送車両法第48
条

令和4年3月11日、令和4年3月25日、令和4年3月30日及び令和4年4月1
日、労働局からの通知を端緒として監査を実施。6件の違反が認められ
た。(1)健康状態の把握義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運
輸規則)第21条第5項)､(2)点呼の実施等義務違反(運輸規則第24条)､(3)
乗務記録の記録事項の不備(運輸規則第25条第3項)､(4)運転者に対する
指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(5)定期点検整備等の未実施
(道路運送車両法第48条)､(6)運転者証の返納等義務違反(ﾀｸｼｰ業務適正
化特別措置法第16条第1項､第2項)

13 13

タクシー 2023 1 31
寿企業株式会社（法人番
号6013101000572）代
表者田原豊弘

東京都羽村市緑ヶ丘2-
17-22

本社
東京都羽村市
緑ヶ丘2-17-22

輸送施設の使用停止
（57日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第5
項

令和4年4月7日及び令和4年4月21日、救護義務違反があった旨公安委員
会からの通知を端緒として監査を実施。7件の違反が認められた。(1)健
康状態の把握義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第
21条第5項)､(2)点呼の実施等義務違反(運輸規則第24条)､(3)運転者に対
する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(4)高齢運転者に対する
告示で定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､(5)高齢運転
者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)､(6)定期点検
整備等の未実施(道路運送車両法第48条)､(7)整備管理者の研修受講義務
違反(運輸規則第46条)

6 6

タクシー 2023 1 31

株式会社アルファディア
（法人番号
4010401096649）代表
者梅澤由憲

東京都大田区大森南3-
8-7

本社
東京都大田区大
森南3-8-7

輸送施設の使用停止
（20日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第46条

令和4年6月24日、新規許可を受けたことを端緒として監査を実施。2件
の違反が認められた。(1)整備管理者の研修受講義務違反(旅客自動車運
送事業運輸規則(以下､運輸規則)第46条)､(2)運行管理者の講習受講義務
違反(運輸規則第48条の4第1項)

2 2

タクシー 2023 1 31

京成タクシーあたご株式
会社（法人番号
2040001071357）代表
者眞嶋夏海

千葉県野田市上花輪
1295-3

本社
千葉県野田市上
花輪1295-3

輸送施設の使用停止
（10日車）

道路運送車両法第58
条第1項

令和4年6月21日、無車検運行があった旨の情報を端緒として監査を実
施。1件の違反が認められた。(1)無車検運行(道路運送車両法第58条第
1項)

1 1

タクシー 2023 1 31

豊岡丸大タクシー株式会
社（法人番号
4030002035590）代表
者齋藤栄作

埼玉県入間市扇町屋4-
1ｰ35

本社
埼玉県入間市扇
町屋4-1ｰ35

輸送施設の使用停止
（30日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第2
項

令和4年5月31日、救護義務違反があった旨公安委員会からの通知を端
緒として監査を実施。6件の違反が認められた。(1)点呼の記録義務違反
(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第24条第5項)､(2)運転者
に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(3)高齢運転者に対
する告示で定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､(4)高齢
運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)､(5)整備
管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条)､(6)事故の未届出(道路運
送法第29条)

8 3

タクシー 2023 1 31
天馬国際株式会社（法人
番号3010801029804）
代表者安藤春佳

東京都大田区仲六郷3-
28-1

本社
東京都大田区仲
六郷3-28-1

輸送施設の使用停止
（60日車）

道路運送法第9条の3
第1項

令和4年5月30日及び令和4年6月9日、新規許可を受けたことを端緒とし
て監査を実施。5件の違反が認められた。(1)運賃料金変更認可違反(道
路運送法(以下､運送法)第9条の3第1項)､(2)営業区域外運送違反(運送法
第20条)､(3)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸
規則(以下､運輸規則)38条第1項)､(4)整備管理者の研修受講義務違反(運
輸規則第46条)､(5)報告義務違反(運送法第94条第1項)

6 6

タクシー 2023 1 31

株式会社ＥＮＲＩＣＨ
（法人番号
5090001014358）代表
者保坂潤

東京都大田区大森西3-
32-17-1108

第二支店
東京都大田区大
森西3-32-17-
1108

輸送施設の使用停止
（40日車）

道路運送法第9条の3
第1項

令和4年5月30日及び令和4年6月10日、新規許可を受けたことを端緒と
して監査を実施。5件の違反が認められた。(1)運賃料金変更認可違反
(道路運送法(以下､運送法)第9条の3第1項)､(2)営業区域外運送違反(運
送法第20条)､(3)乗務記録の記録事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規
則(以下､運輸規則)第25条第3項)(4)運転者に対する指導監督義務違反
(運輸規則第38条第1項)､(5)定期点検整備等の未実施(道路運送車両法第
48条)

4 4

タクシー 2023 1 31
株式会社ＳＪＳ（法人番
号2050001004522）代
表者誉田真一

茨城県水戸市元吉田町
2710-1

水戸
茨城県水戸市元
吉田町2710-1

輸送施設の使用停止
（20日車）

特定地域及び準特定
地域における一般乗
用旅客自動車運送事
業の適正化及び活性
化に関する特別措置
法第16条の4第1項

令和4年8月5日、法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として調査を実
施。1件の違反が認められた。(1)運賃届出､運賃変更届出違反(特定地域
及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活
性化に関する特別措置法第16条の4第1項)

2 2

タクシー 2023 1 31
株式会社太陽（法人番号
1010401111880）代表
者李善煕

東京都足立区鹿浜3-11-
5-101

本社
東京都足立区鹿
浜3-11-51号室

輸送施設の使用停止
（90日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和4年7月6日、新規許可を受けたことを端緒として監査を実施。4件
の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車
運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第38条第1項)､(2)定期点検整備等の
未実施(道路運送車両法第48条)､(3)整備管理者の研修受講義務違反(運
輸規則第46条)､(4)運行管理規程の制定義務違反(運輸規則第48条の2第
1項)

9 9

タクシー 2023 1 31

江ノ島タクシー株式会社
（法人番号
4030002035590）代表
者飯森均

神奈川県藤沢市片瀬海
岸1ｰ10-14

本社
神奈川県藤沢市
片瀬海岸1ｰ10-14

輸送施設の使用停止
（202日車）輸送の安
全確保命令

旅客自動車運送事業
運輸規則第25条第3
項

令和3年12月17日及び令和4年1月14日、法令違反の疑いがある旨の情
報を端緒として監査を実施。10件の違反が認められた。(1)営業区域外
運送違反(道路運送法第20条)(2)乗務時間等の基準の遵守違反(旅客自動
車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第21条第1項)､(3)健康状態の把握
義務違反(運輸規則第21条第5項)(4)点呼の実施等義務違反(運輸規則第
24条)､(5)乗務記録の不実記載(運輸規則第25条第3項)､(6)運転者に対す
る指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(7)高齢運転者に対する告
示で定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､(8)高齢運転者
に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)､(9)運行管理補
助者の要件違反(運輸規則第47条の9第3項)､(10)運転者証の返納等義務
違反(ﾀｸｼｰ業務適正化特別措置法第16条第1項､第2項)

21 21

貸切バス 2023 1 31

有限会社城武観光（法人
番号：
9070002002847）代表
者関口宏之

群馬県前橋市富士見町
石井387

本社営業所
群馬県前橋市富
士見町石井387

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和4年9月30日及び令和4年10月26日、定期的な監査を実施。1件の違
反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送
事業運輸規則第38条第1項)

6 0

貸切バス 2023 1 31

株式会社東京マリンサー
ビス（法人番号：
5010601036180）代表
者熱海光顕

東京都江東区青海3-2-
17ワールド流通セン
ター505

本社営業所

東京都江東区青
海3-2-17ワール
ド流通センター
505

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第7条の2第
1項

令和4年11月14日及び令和4年12月12日、定期的な監査を実施。2件の
違反が認められた。(1)運送引受書の記載事項の不備(旅客自動車運送事
業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第7条の2第1項)､(2)定期点検整備等の未実
施(運輸規則第45条)

34 0

貸切バス 2023 2 1

九州みやび観光株式会社
(法人番号
9340001006276)代表者
本村雅樹

鹿児島県鹿児島市石谷
町1279番地6

本社営業所
鹿児島県鹿児島
市石谷町1279番
地6

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年12月21日、監査実施。2件の違反が認められた。(1)点呼の記録
事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第
24条第5項）、(2)乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条第1
項）

12 12



貸切バス 2023 2 2
西国バス有限会社（法人
番号5240002026741）
代表者小林静香

広島県広島市安佐北区
白木町井原字上新宮
1577番1

本店

広島県広島市安
佐北区白木町井
原字上新宮1577
番1

輸送施設の使用停止
（80日車）及び文書
警告

道路運送法(以下
「法」)第9条の2第1
項及び法27条第3項

令和4年4月21日及び同年6月9日、重傷事故を端緒として監査を実施。9
件の違反が認められた。(1)運賃料金事前届出・運賃料金変更事前届出
違反(法第9条の2第1項)、(2)運送引受書の記載事項義務違反(旅客自動
車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」第7条の2第1項)、(3)乗務時間等
告示の遵守違反(運輸規則第21条第1項)、(4)点呼の記録事項義務違反
(運輸規則第24条第5項)、(5)乗務等の記録事項義務違反(運輸規則第25
条第2項)、(6)運行指示書の記載事項義務違反(運輸規則第28条の2第1
項)、(7)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(8)
運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(運輸規則第38条第1項)、
(9)特定の運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)

8 8

貸切バス 2023 2 3
有限会社細江建築（法人
番号8200002024110）
代表者細江修

岐阜県中津川市加子母
830番地

本社営業所
岐阜県中津川市
加子母829番地1

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第1
項

令和4年11月15日、監査方針に基づき、監査を実施。2件の違反が認め
られた。(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規
則第21条第1項)､(2)健康診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第21
条第5項)

0 0

貸切バス 2023 2 3

株式会社エキスプレス
(法人番号
4120901020254)代表者
大富國正

大阪府箕面市船場東1丁
目15番31号

福島
大阪府大阪市福
島区大開3丁目1-
17

警告(処分日車数30日
車のため、一般貸切
旅客自動車運送事業
者に対する行政処分
等の基準3.(6)による)

道路運送法第27条第
3項

令和4年11月18日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。1件の違
反が認められた。運行記録計による記録義務違反【記録なし又は記録
の保存なし】(旅客自動車運送事業運輸規則第26条第1項)

8 3

貸切バス 2023 2 6
株式会社伊豆バス（法人
番号4080101015027）
代表者一瀬英樹

静岡県賀茂郡松崎町道
部60番地の2

松崎営業所
静岡県賀茂郡松
崎町道部53番地
の2

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第1
項

令和4年12月20日、監査方針に基づき、監査を実施。2件の違反が認め
られた。(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規
則第21条第1項)､(2)点呼の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸
規則第24条第5項)

0 0

貸切バス 2023 2 6
株式会社伊豆バス（法人
番号4080101015027）
代表者一瀬英樹

静岡県賀茂郡松崎町道
部60番地の2

下田営業所
静岡県下田市東
本郷二丁目9番19
号

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第24条第5
項

令和4年12月19日及び12月20日、監査方針に基づき、監査を実施。2件
の違反が認められた。(1)点呼の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業
運輸規則第24条第5項)､(2)運行管理者補助者の選任解任届出違反(旅客
自動車運送事業運輸規則第68条)

0 0

貸切バス 2023 2 7

株式会社スマイルコーポ
レーション（法人番号
3030001067289）代表
者馬場由美子

埼玉県越谷市レイクタ
ウン1-18-19

東京営業所
東京都足立区六
木1-10-2

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第7条の2第
1項

令和4年11月9日及び令和4年11月29日、定期的な監査を実施。1件の違
反が認められた。(1)運送引受書の記載事項の不備(旅客自動車運送事業
運輸規則第7条の2第1項)

0 0

貸切バス 2023 2 7

有限会社出久根観光（法
人番号：
5050002029805）代表
者白川正隆

茨城県鉾田市新鉾田2-
1-2

本社営業所
茨城県鉾田市新
鉾田2-1-2

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和4年12月8日、定期的な監査を実施。1件の違反が認められた。(1)
運転者に対する指導監督等義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38
条第1項)

0 0

貸切バス 2023 2 7

新城観光バス株式会社
（法人番号
3180001049578）代表
者森田義則

愛知県名古屋市南区千
竈通3丁目6番1

名古屋営業
所

愛知県名古屋市
南区千竈通3丁目
6番1

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第24条第5
項

令和4年12月16日及び12月23日、監査方針に基づき、監査を実施。2件
の違反が認められた。(1)点呼の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業
運輸規則第24条第5項)､(2)乗務等の記録記載事項不備(旅客自動車運送
事業運輸規則第25条第2項)

6 0

貸切バス 2023 2 9

兵庫中央バス株式会社
(法人番号
2140001075827)代表者
宇高昌利

兵庫県多可郡多可町八
千代区仕出原438番地1
号

本社

兵庫県多可郡多
可町八千代区仕
出原字ノテノ下
438－1、2、437
－1

警告(処分日車数50日
車のため、一般貸切
旅客自動車運送事業
者に対する行政処分
等の基準3.(6)による)

道路運送法第27条第
3項

令和4年11月22日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。5件の違
反が認められた。（1）運送引受書の交付義務違反【記載事項の不備】
(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」）第7条の2第1項）、
（2）点呼の記録義務違反【記載事項の不備】(運輸規則第24条第5
項）、（3）乗務等の記録義務違反【記録事項の不備】(運輸規則第25
条第1項、第2項、第4項）、（4）運行記録計による記録義務違反【記
録なし又は記録の保存なし】(運輸規則第26条第1項）、（5）運行指示
書の作成等義務違反【記載事項等の不備】(運輸規則第28条の2第1項）

5 5

貸切バス 2023 2 10
株式会社美格貿易(法人
番号3120001138353)代
表者由軍

大阪府泉佐野市下瓦屋
369－10

泉佐野営業
所

大阪府泉佐野市
下瓦屋369－10

輸送施設の使用停止
(120日車)

道路運送法(以下｢
法｣)第20条

令和4年10月5日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。7件の違反
が認められた。（1）営業区域外旅客運送(法第20条)、（2）運送引受
書の交付義務違反【記載事項の不備】(旅客自動車運送事業運輸規則(以
下「運輸規則」）第7条の2第1項）、（3）点呼の記録義務違反【記載
事項の不備】(運輸規則第24条第5項）、（4）乗務等の記録義務違反
【記録事項の不備】(運輸規則第25条第1項、第2項、第4項）、(5)点検
整備関係義務違反【定期点整備等の未実施(道路運送車両法第48条)】
(運輸規則第45条)、（6）整備管理者の研修受講義務違反（運輸規則第
46条）、（7）運行管理者の講習（一般講習）受講義務違反（運輸規則
第48条の4第1項）

12 12
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有限会社富士バス（法人
番号２４３０００２０５
７１５９）代表者本間洋
昭

北海道虻田郡喜茂別町
字喜茂別１番地６１

本社営業所
北海道虻田郡喜
茂別町字喜茂別
１番地６１

処分日車数４０日車
のため、一般貸切旅
客自動車運送事業者
に対する行政処分等
の基準３．（６）に
より文書警告

道路運送法（以下
「法」）第２３条第
３項、道法第２７条
第３項、法第２９条
の３

令和４年１２月６日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を
端緒として監査を実施。６件の違反が認められた。（１）運行管理者
の選任解任届出義務違反（道路運送法（以下「法」）第２３条第３
項）、（２）運送引受書の記載事項義務違反（旅客自動車運送事業運
輸規則（以下「運輸規則」）第７条の２第１項）、（３）運転者に対
する指導監督違反（運輸規則第３８条第１項）、（４）特定運転者に
対する適性診断受診義務違反（運輸規則第３８条第２項）、（５）運
行管理補助者の選任解任届出義務違反（運輸規則第６８条）、（６）
輸送の安全にかかわる情報の公表義務違反（法第２９条の３）

4 4
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有限会社アイケートラベ
ル（法人番号：
7060002019381）代表
者大塚栄

栃木県鹿沼市西沢町
361-3

本社営業所
栃木県鹿沼市西
沢町361-3

処分日車数30日車の
ため、一般貸切旅客
自動車運送事業者に
対する行政処分等の
基準3.(6)により文書
警告

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第2
項

令和4年10月28日及び令和4年12月23日、定期的な監査を実施。3件の
違反が認められた。(1)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(旅客
自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第38条第2項)､(2)運行管理者
に対する講習受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項)､(3)報告義務違反
(道路運送法第94条第1項)

3 3
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武陽観光バス株式会社
（法人番号：
7030001060678）代表
者出牛潔

埼玉県本庄市児玉町金
屋1281-4

本社営業所
埼玉県本庄市児
玉町金屋1281-4

文書警告
道路運送法第94条第
1項

令和4年11月14日及び令和4年12月5日、定期的な監査を実施。1件の違
反が認められた。(1)報告義務違反(道路運送法第94条第1項)

0 0
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三和交通株式会社（法人
番号4230002010251）
代表者和田正志

富山県南砺市北野125-1 本社営業所
富山県南砺市鍛
冶字三番野島399
番3

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年10月27日、監査実施。1件の違反が認められた。（1）点呼の記
録記載不備（旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項）

0 0

貸切バス 2023 2 21
株式会社STS(法人番号
2120101057917)代表者
鳴海亮

大阪府泉南市岡田6-9-4 本社営業所
大阪府泉南市岡
田6-9-4

警告(処分日車数5日
車のため、一般貸切
旅客自動車運送事業
者に対する行政処分
等の基準3.(6)による)

道路運送法第27条第
3項

令和4年11月11日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。3件の違
反が認められた。(1)運送引受書の交付義務違反【記載事項の不備】(旅
客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」）第7条の2第1項）、(2)｢
旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項の規定に基づき、事業用自動
車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準｣の遵守違反(運輸規則第
21条第1項)、(3)点検整備関係義務違反【定期点整備等の未実施(道路運
送車両法第48条)】(運輸規則第45条)

3 1

貸切バス 2023 2 21
有限会社松浦観光(法人
番号8310002019842)代
表者今里洋子

長崎県松浦市志佐町栢
木免1744番地8

本社営業所
長崎県松浦市志
佐町栢木免1744
番地8

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年11月22日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)乗務員台帳
の記載事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第37条第1項）

0 0
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宮本バス株式会社（法人
番号８４５０００１００
６３０８）代表者今川裕
司

北海道上川郡美瑛町扇
町

恵庭営業所
北海道恵庭市島
松寿町１丁目２
７番２

文書警告
道道路運送法第２７
条第３項

令和４年１０月７日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を
端緒として監査を実施。２件の違反が認められた。（１）運送引受書
の記載事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規
則」）第７条の２第１項）、（２）運行指示書の記載事項義務違反
（運輸規則第２８条の２第１項）

0 0



貸切バス 2023 2 28
株式会社ＳＯＲＡ（法人
番号４４３０００１０７
０６０７）代表者金美成

北海道札幌市清田区清
田２条３丁目３－１

本社営業所
北海道札幌市清
田区清田２条３
丁目３－１

処分日車数１０日車
のため、一般貸切旅
客自動車運送事業者
に対する行政処分等
の基準３．（６）に
より文書警告

道道路運送法第２７
条第３項

令和５年１月１７日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を
端緒として監査を実施。２件の違反が認められた。（１）定期点検整
備の実施違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第
４５条第１項第１号）、（２）運行管理補助者の選任解任届出義務違
反（運輸規則第６８条）

1 1

貸切バス 2023 2 28

有限会社朝田観光バス
（法人番号
5290002052254）代表
者伊藤智津代

福岡県久留米市田主丸
町益生田1229番地の1

対馬営業所
長崎県対馬市美
津島町鶏知字久
須ノ濱乙766‐1

輸送施設の使用停止
（175日車）文書警告

道路運送法（以下
「法」）第12条第1
項、法第27条第3
項、法第29条の3、
道路運送車両法（以
下「車両法」）第48
条、車両法第49条

令和4年2月22日、監査実施。15件の違反が認められた。(1)運送約款の
掲示義務違反（道路運送法（以下「法」）第12条第1項）、(2)点呼の
実施義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第
24条）、(3)アルコール検知器備え義務違反（運輸規則第24条第4
項）、(4)点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条第5項）、(5)運行
指示書の記載事項義務違反（運輸規則第28条の2第1項）、(6)乗務員台
帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条第1項）、(7)運転者に対する
指導監督違反（運輸規則第38条第1項）、(8)運転者に対する指導監督
の記録又は指導監督の記録保存違反（運輸規則第38条第1項）、(9)特
定運転者に対する特別な指導監督違反（運輸規則第38条第2項）、(10)
特定運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第38条第2項）、
(11)全従業員に対する指導監督違反(運輸規則第38条第5項)、(12)定期
点検整備の実施違反（運輸規則第45条、道路運送車両法(以下「車両
法」)第48条）、(13)点検整備記録簿の記録保存義務違反(運輸規則第45
条、車両法第49条)、(14)輸送の安全に関わる情報の公表違反(法第29条
の3)、(15)輸送の安全に関わる情報の報告義務違反(運輸規則第47条の7
第1項)

18 18
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ひまわり交通株式会社
(法人番号
8340001005444)代表者
橋口修治

鹿児島県日置市伊集院
町郡2261番地3

本社営業所
鹿児島県日置市
伊集院町郡2261
番地3

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年12月13日、監査実施。6件の違反が認められた。(1)運送引受書
の記載事項不備違反（旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)
第7条の2第1項）、(2)点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条第5
項）、(3)運行指示書の記載事項義務違反（運輸規則第28条の2第1
項）、(4)乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条第1項）、
(5)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反（運輸
規則第38条第1項）、(6)運行管理補助者の選任（解任）未届出違反
（運輸規則第68条）

0 0

貸切バス 2023 3 7
橙雅交通株式会社（法人
番号7050001008394）
代表者宇津伸郎

茨城県笠間市平町1108-
4

本社営業所
茨城県笠間市平
町1108-4

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第24条第5
項

令和4年11月22日及び令和4年12月15日、定期的な監査を実施。3件の
違反が認められた。(1)点呼の記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規
則(以下｢運輸規則｣)第24条第5項)､(2)乗務等の記録の記録事項の不備
(運輸規則第25条第2項)､(3)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規
則第38条第1項)

0 0
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有限会社東日本観光バス
（法人番号
3040002059094）代表
者湯曄

千葉県印西市草深字原
2373-1

本社営業所
千葉県印西市草
深字原2373-1

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第7条の2第
1項

令和4年11月15日及び令和4年11月29日、定期的な監査を実施。2件の
違反が認められた。(1)運送引受書の記載事項の不備(旅客自動車運送事
業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第7条の2第1項)､(2)運行指示書の記載事項
の不備(運輸規則第28条の2第1項)

0 0
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ひばり観光バス株式会社
(法人番号
9160001006988)代表者
山﨑識

滋賀県長浜市森町426番
地1号

本社営業所
滋賀県長浜市森
町426番地1号

警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年12月20日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。2件の違
反が認められた。(1)運送引受書の交付義務違反【記載事項の不備】(旅
客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」）第7条の2第1項）、(2)
点呼の記録義務違反【記載事項の不備】(運輸規則第24条第5項)

0 0
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有限会社吉島タクシー
（法人番号
7240002017714）代表
者木本弘三

広島県広島市中区光南2
丁目16番14号

本社
広島県広島市中
区光南2丁目16番
14号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年12月26日及び令和5年2月15日、継続監視の監査対象であるこ
とを端緒として監査を実施。3件の違反が認められた。(1)運送引受書の
記載事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」第7
条の2第1項)、(2)乗務等の記録事項義務違反(運輸規則第25条第2項)、
(3)運行指示書の記載事項義務違反(運輸規則第28条の2第1項)

0 0
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株式会社ＫＯＯ企画（法
人番号１４５０００１０
１１５２０）代表者工藤
保之

北海道千歳市里美１丁
目１－９

本社営業所
北海道千歳市里
美１丁目１－９

処分日車数４０日車
のため、一般貸切旅
客自動車運送事業者
に対する行政処分等
の基準３．（６）に
より文書警告

道路運送法（以下
「法」）第２７条第
３項、法第９５条

令和４年１２月１２日及び令和５年２月２８日、その他事故、法令違
反、事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。２件の違反が認め
られた。（１）１２月点検整備の実施違反（旅客自動車運送事業運輸
規則第４５条第１号）、（２）自動車に関する表示義務違反（道路運
送法第９５条）

4 4
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壮瞥貨物運輸株式会社
（法人番号１４３０００
１０５６３６９）代表者
毛利順一

北海道有珠郡壮瞥町字
滝之町２８３番地７

本社営業所
北海道有珠郡壮
瞥町字滝之町２
８３番地８

輸送施設の使用停止
（６０日車）及び文
書警告

道路運送法（以下
「法」）第９条の２
第１項、道法第２７
条第３項

令和４年１２月１３日及び令和４年１２月２６日、その他事故、法令
違反、事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。３件の違反が認
められた。（１）運賃料金事前届出、運賃料金変更事前届出義務違反
（道路運送法第９条の２第１項）、（２）運送引受書の記載事項義務
違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第７条の２
第１項）、（３）点呼の記録事項義務違反（運輸規則第２４条第５
項）

6 6
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海浜観光自動車株式会社
（法人番号
2040001053751）代表
者鎌滝雅紳

千葉県市原市平蔵字西
元宿1862-1

本社営業所
千葉県長生郡長
南町豊原字御所
谷1341-2

輸送施設の使用停止
（110日車）

道路運送法第9条の2
第1項

令和4年6月15日及び令和4年6月24日、定期的な監査を実施。4件の違
反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法(以下｢運送
法｣)第9条の2第1項)､(2)運行記録計による記録義務違反(旅客自動車運
送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第26条第1項)､(3)運転者に対する指導
監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(4)報告義務違反(運送法第94条第
1項)

11 11

貸切バス 2023 3 28
小湊鉄道株式会社（法人
番号8040001053928）
代表者石川晋平

千葉県市原市五井中央
東1-1-2

長南営業所
千葉県長生郡長
南町長南2119

輸送施設の使用停止
（160日車）

道路運送法第9条の2
第1項

令和4年5月24日及び令和4年5月31日、定期的な監査を実施。4件の違
反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2第
1項)､(2)運送引受書の交付義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下
｢運輸規則｣)第7条の2第1項)､(3)運行指示書の記載事項の不備(運輸規則
第28条の2第1項)､(4)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第
38条第1項)

16 16

貸切バス 2023 3 28

沢井観光自動車株式会社
（法人番号
9090001008380）代表
者小宮俊次

山梨県都留市田野倉23-
1

八王子営業
所

東京都八王子市
戸吹町1353-1

輸送施設の使用停止
（100日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第24条第5
項

令和4年7月25日、定期的な監査を実施。2件の違反が認められた。(1)
点呼の記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第
24条第5項)､(2)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1
項)

10 10

貸切バス 2023 3 28

株式会社美杉観光バス
（法人番号
2030001089912）代表
者吉田典弘

埼玉県飯能市美杉台6-
1-15

本社営業所
埼玉県飯能市美
杉台4-9-3

輸送施設の使用停止
（440日車）

道路運送法第9条の2
第1項

令和4年10月13日、令和4年10月20日、令和4年11月11日及び令和4年
11月18日、死亡事故を引き起こしたことを端緒に特別監査を実施。14
件の違反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法(以
下｢運送法｣)第9条の2第1項)､(2)運送引受書の記載事項の不備(旅客自動
車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第7条の2第1項)､(3)乗務時間等告
示の遵守違反(運輸規則第21条第1項)､(4)点呼の実施等義務違反(運輸規
則第24条)､(5)点呼記録の改ざん等(運輸規則第24条第5項)､(6)乗務等の
記録の記録事項の不備(運輸規則第25条第2項)､(7)乗務等の記録の改ざ
ん等(運輸規則第25条第2項)､(8)運行指示書の記載事項の不備(運輸規則
第28条の2第1項)､(9)乗務員台帳の記載事項等の不備(運輸規則第37条
第1項)､(10)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､
(11)運転者(初任･高齢)に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第
2項)､(12)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第
2項)､(13)運行管理者に対する指導監督義務違反(運輸規則第48条の3)､
(14)事故の未届出(運送法第29条)

44 44



貸切バス 2023 3 28

株式会社エーカンパニー
（法人番号
2010001220387）代表
者比屋根章仁

東京都千代田区外神田
6-7-7マツダビル2Ｆ

清澄営業所
東京都江東区三
好2-1-1-201

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第68条

令和5年1月11日、定期的な監査を実施。1件の違反が認められた。(1)
運行管理補助者の届出義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第68条)

0 0

貸切バス 2023 3 28

株式会社吉祥リムジン
（法人番号
4011701015083）代表
者吉岡勇

東京都江戸川区松島4-
20-8

江戸川営業
所

東京都江戸川区
南小岩2-4-35-
301

文書警告（処分日車
数40日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第24条第5
項

令和4年10月4日及び令和4年10月14日、定期的な監査を実施。5件の違
反が認められた。(1)運送引受書の記載事項の不備(旅客自動車運送事業
運輸規則(以下｢運輸規則｣)第7条の2第1項)､(2)乗務時間等告示の遵守違
反(運輸規則第21条第1項)､(3)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5
項)､(4)乗務等の記録の記録事項の不備(運輸規則第25条第2項)､(5)運行
指示書の記載事項の不備(運輸規則第28条の2第1項)

4 4

貸切バス 2023 3 28
有限会社夢観光（法人番
号7140002035073）代
表者松本恵介

千葉県印西市小林1766-
4

本社営業所
千葉県印西市小
林1766-4

文書警告（処分日車
数10日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第45条

令和5年1月12日、定期的な監査を実施。1件の違反が認められた。(1)
定期点検整備等の未実施(旅客自動車運送事業運輸規則第45条)

1 1

貸切バス 2023 3 28

コミニティ交通株式会社
（法人番号
8011601002368）代表
者榎本真也

東京都練馬区豊玉北2-
8-7

多摩営業所
東京都東村山市
青葉町1-22-3

文書警告（処分日車
数10日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第48条の4
第1項

令和4年11月1日、定期的な監査を実施。2件の違反が認められた。(1)
点呼の記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第
24条第5項)､(2)運行管理者に対する講習受講義務違反(運輸規則第48条
の4第1項)

1 1

貸切バス 2023 3 28
平和交通株式会社（法人
番号8040001012586）
代表者阿部悦己

千葉県千葉市稲毛区宮
野木町577－1

東京営業所
東京都江東区東
雲2－10－47

文書警告（処分日車
数40日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第24条第5
項

令和4年12月14日、定期的な監査を実施。1件の違反が認められた。(1)
点呼の記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)

4 4

貸切バス 2023 3 28 光輝観光バス株式会社
埼玉県新座市新堀2-3-
15

横浜営業所
神奈川県横浜市
港北区新吉田東
4-3-43

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第24条第5
項

令和5年1月25日及び令和5年2月13日、定期的な監査を実施。1件の違
反が認められた。(1)点呼の記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則
第24条第5項)

0 0

貸切バス 2023 3 28

東観光バス株式会社（法
人番号
3070001014048）代表
者中島俊幸

群馬県伊勢崎市境上渕
名1186

さいたま営
業所

埼玉県児玉郡上
里町勅使河原
1598-1

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和4年10月31日、定期的な監査を実施。1件の違反が認められた。(1)
運転者に対する指導監督等義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38
条第1項)

0 0

貸切バス 2023 3 28

有限会社宮浦観光バス
（法人番号
2020002066853）代表
者榊枝新一郎

神奈川県横浜市緑区白
山1-11-14

東京営業所
東京都八王子市
宇津木町579

文書警告（処分日車
数40日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第24条

令和4年10月12日、定期的な監査を実施。3件の違反が認められた。(1)
点呼の実施等義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)
第24条)､(2)乗務等の記録の記録事項の不備(運輸規則第25条第2項)､(3)
運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)

10 4

貸切バス 2023 3 24

名鉄観光バス株式会社
（法人番号
7180001064697)代表者
荻本正久

愛知県名古屋市中川区
西日置二丁目3番5号

豊田営業所
愛知県豊田市鴻ﾉ
巣町一丁目8

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和4年9月28日及び令和5年1月16日、監査方針に基づき、監査を実
施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅
客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

貸切バス 2023 3 29
株式会社日栄(法人番号
6120001166681)代表者
王南山

大阪府泉佐野市羽倉崎
2-5-15TRビル4階

本社営業所
大阪府泉佐野市
羽倉崎2丁目5-15

警告(処分日車数40日
車のため、一般貸切
旅客自動車運送事業
者に対する行政処分
等の基準3.(6)による)

道路運送法第27条第
3項

令和5年2月27日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。5件の違反
が認められた。(1)「旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項の規定
に基づき、事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基
準」(平成13年国土交通省告示第1675号）の遵守違反(旅客自動車運送
事業運輸規則(以下「運輸規則」）第21条第1項)、(2)点呼の記録義務違
反【記録なし】(運輸規則第24条第5項)、(3)点呼の記録義務違反【記載
事項の不備】(運輸規則第24条第5項)、(4)乗務等の記録義務違反【記録
事項の不備】(運輸規則第25条第1項、第2項、第4項)、(5)運行指示書の
作成等義務違反【記載事項等の不備】(運輸規則第28条の2第1項)

4 4

貸切バス 2023 3 29
三球観光株式会社（法人
番号2240001023016）
代表者坂井田勝利

広島県東広島市西条町
寺家6480番地の2

大阪営業所

大阪府泉佐野市
松原2-5-58エ
アーフロントマ
ンション703号

警告(処分日車数10日
車のため、一般貸切
旅客自動車運送事業
者に対する行政処分
等の基準3.(6)による)

道路運送法第27条第
3項

令和5年2月20日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。3件の違反
が認められた。(1)乗務等の記録義務違反【記録事項の不備】（旅客自
動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第25条第1項、第2項、第4
項）、(2)運行指示書の作成等義務違反【記載事項等の不備】（運輸規
則第28条の2第1項）、(3)点検整備関係義務違反【定期点検整備等の未
実施(道路運送車両法第48条)】（運輸規則第45条）

11 10

貸切バス 2023 3 27

JET観光バス株式会社
(法人番号
1300001003895)代表者
李永植

福岡県大野城市乙金2丁
目16番28

大阪営業所

大阪府泉佐野市
上瓦屋661－1第2
リヒトビル303号
室

輸送施設の使用停止
(60日車)

道路運送法第10条
令和5年1月6日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。運賃又は料金の割戻し禁止違反（道路運送法第10条)

18 6

貸切バス 2023 3 13

有限会社吉島タクシー
（法人番号
7240002017714）代表
者木本弘三

広島県広島市中区光南2
丁目16番14号

本社
広島県広島市中
区光南2丁目16番
14号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年12月6日、令和5年1月18日及び同年1月20日、継続監視の監査
対象であることを端緒として監査を実施。3件の違反が認められた。(1)
運送引受書の記載事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運
輸規則」第7条の2第1項)、(2)乗務等の記録事項義務違反(運輸規則第25
条第2項)、(3)運行指示書の記載事項義務違反(運輸規則第28条の2第1
項)

0 0

貸切バス 2023 3 31

有限会社せとうち観光タ
クシー（法人番号
3240002050826）代表
者高橋昇

広島県尾道市高須町
4785-3

本社
広島県尾道市高
須町字東新涯2丁
目4785-3

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年12月13日及び令和5年3月2日、継続監視の監査対象であること
を端緒として監査を実施。1件の違反が認められた。(1)運送引受書の記
載事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第7条の2第1項)

0 0

貸切バス 2023 3 28
有限会社味処井元(法人
番号9340002019178)代
表者井元康浩

鹿児島県西之表市西町
189番地1

本社営業所
鹿児島県西之表
市西町187

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和5年2月14日、監査実施。3件の違反が認められた。(1)点呼の記録
事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条
第5項）、(2)乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条第1
項）、(3)運転者に対する指導監督違反（運輸規則第38条第1項）

43 43

貨物 2023 2 13

株式会社田中運送（法人
番号１４３０００１０４
７４６７）代表者田中隆
一

北海道岩見沢市北４条
西１８丁目１番２２号

本社営業所
北海道岩見沢市
北４条西１７丁
目２番６号

輸送施設の使用停止
（１２０日車）及び
文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
９条第１項、法第１
７条第１項第１号、
法第１７条第１項第
２号、法第１７条第
４項

令和４年７月２１日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を
端緒として監査を実施。１１件の違反が認められた。（１）事業計画
変更認可義務違反［自動車車庫の位置及び収容能力］（貨物自動車運
送事業法施行規則第２条第１項第４号）、（２）疾病・疲労等のおそ
れのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第３条第６項）、（３）定期点検整備の実施義務違反（安全規
則第３条の２）、（４）点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１
項、第２項）、（５）点呼の記録事項義務違反（安全規則第７条第５
項）、（６）乗務等の記録事項義務違反（安全規則第８条）、（７）
乗務等の記録の改ざん・不実記載（安全規則第８条）、（８）運行記
録計による記録義務違反（安全規則第９条）、（９）運転者台帳の記
載事項義務違反（安全規則第９条の５第１項）、（１０）運転者に対
する指導監督義務違反（安全規則第１０条第１項）、（１１）特定運
転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第１０条第２項）

12 12



貨物 2023 2 28

神戸コンテナライン株式
会社（法人番号８４３０
００１０６５６６９）代
表者沖野直樹

北海道石狩市新港西１
丁目７０２番１８号

本社営業所
北海道石狩市新
港西１丁目７０
２番地１７

輸送施設の使用停止
（１００日車）及び
文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項第２
号、法第１７条第４
項、法第６０条第１
項

令和４年５月１１日、公安委員会からの通報等を端緒として監査を実
施。５件の違反が認められた。（１）定期点検整備の実施義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条の
２）、（２）整備管理者の研修受講義務違反（安全規則第３条の
４）、（３）退職者等運転者台帳の保存義務違反（安全規則第９条の
５第２項）、（４）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第１
０条第１項）、（５）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第６０条
第１項）

10 10

貨物 2023 2 28

北真運輸株式会社（法人
番号７４５０００１００
２７１２）代表者伊関和
夫

北海道旭川市永山北２
条９丁目７－３

本社営業所
北海道旭川市永
山北２条９丁目
７－３

輸送施設の使用停止
（８５日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項第２
号、法第１７条第４
項

令和４年５月２４日及び令和４年６月１日、公安委員会からの通報等
を端緒として監査を実施。２件の違反が認められた。（１）定期点検
整備の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全
規則」）第３条の２）、（２）乗務等の記録保存義務違反（安全規則
第８条）

9 9

貨物 2023 2 28

株式会社南田産業（法人
番号７４３０００１０５
４７２２）代表者南田貴
生

北海道苫小牧市字錦岡
４４９番地１３

本社営業所
北海道苫小牧市
宮前町２丁目９
－１３

輸送施設の使用停止
（３０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項第１
号、法第１７条第１
項第２号、法第１７
条第４項

令和４年６月１５日、関係機関からの情報を端緒として監査を実施。
９件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４
項）、（２）整備管理者の研修受講義務違反（安全規則第３条の
４）、（３）点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１項、第２
項）、（４）乗務等の記録事項義務違反（安全規則第８条）、（５）
運行記録計による記録義務違反（安全規則第９条）、（６）運転者台
帳の作成義務違反（安全規則第９条の５第１項）、（７）運転者台帳
の記載事項義務違反（安全規則第９条の５第１項）、（８）特定運転
者に対する特別な指導義務違反（安全規則第１０条第２項）、（９）
特定運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第１０条第２
項）

3 3

貨物 2023 2 28
株式会社昌栄（法人番号
３０７０００１０１４２
２１）代表者本多真人

群馬県佐波郡玉村町大
字上福島１２０９－２

北海道支店
営業所

北海道美唄市字
茶志内７２６番
地２２

輸送施設の使用停止
（１２０日車）及び
文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
９条第１項、法第１
７条第１項第１号、
法第１７条第１項第
２号、法第１７条第
４項

令和４年８月２５日及び令和４年１０月２１日、労働局からの通報等
を端緒として監査を実施。１１件の違反が認められた。（１）事業計
画変更認可義務違反［自動車車庫の位置及び収容能力］（貨物自動車
運送事業法施行規則第２条第１項第４号）、（２）乗務時間等の基準
の遵守義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第３条第４項）、（３）乗務時間等の基準なお書きの遵守義務
違反（一運行の勤務時間）（安全規則第３条第４項）、（４）疾病・
疲労等のおそれのある乗務（安全規則第３条第６項）、（５）定期点
検整備の実施義務違反（安全規則第３条の２）、（６）点呼の実施義
務違反（安全規則第７条第１項、第２項、第３項）、（７）乗務等の
記録義務違反（安全規則第８条）、（８）運行記録計による記録義務
違反（安全規則第９条）、（９）運行指示書の作成、指示又は携行義
務違反（安全規則第９条の３第１項から３項）、（１０）運行指示書
の記載事項義務違反（安全規則第９条の３第１項）、（１１）運転者
に対する指導監督義務違反（安全規則第１０条第１項）

12 12

貨物 2023 2 28
株式会社宮本興業（法人
番号２４５０００１００
３２２８）代表者宮本豊

北海道旭川市永山８条
１９丁目５番１４号

本社営業所
北海道旭川市永
山北３条８丁目
５番地１

輸送施設の使用停止
（２０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項第１
号、法第１７条第１
項第２号、法第１７
条第４項

令和４年１０月２４日、公安委員会からの通報等を端緒として監査を
実施。６件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条
第４項）、（２）整備管理者の研修受講義務違反（安全規則第３条の
４）、（３）運転者台帳の記載事項義務違反（安全規則第９条の５第
１項）、（４）運転者に対する指導監督の記録事項義務違反（安全規
則第１０条第１項）、（５）特定運転者に対する適性診断受診義務違
反（安全規則第１０条第２項）、（６）運行管理者の講習受講義務違
反（安全規則第２３条第１項）

2 2

貨物 2023 2 28

旭勇産業株式会社（法人
番号４４５０００１００
０８５９）代表者近藤武
史

北海道旭川市東鷹栖東
３条４丁目２１６３

紋別営業所
北海道紋別市港
町７丁目４６－
４

文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項第１
号、法第１７条第４
項

令和５年１月１９日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を
端緒として監査を実施。６件の違反が認められた。（１）疾病・疲労
等のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安
全規則」）第３条第６項）、（２）点呼の記録義務違反（安全規則第
７条第５項）、（３）点呼の記録事項義務違反（安全規則第７条第５
項）、（４）運行記録計による記録義務違反（安全規則第９条）、
（５）運転者台帳の作成義務違反（安全規則第９条の５第１項）、
（６）特定運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第１０条
第２項）

0 0

タクシー 2023 2 13

共同交通株式会社（法人
番号４４３０００１００
４６５５）代表者中川昌
信

北海道札幌市厚別区厚
別中央１条１丁目１－
２５

本社営業所

北海道札幌市厚
別区厚別中央１
条１丁目１－２
５

輸送施設の使用停止
（４０日車）及び文
書警告

道道路運送法第２７
条第３項

令和４年１１月８日、公安委員会からの通報等を端緒として監査を実
施。４件の違反が認められた。（１）疾病・疲労等のおそれのある乗
務（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第２１条第５
項）、（２）運転者に対する指導監督義務違反（運輸規則第３８条第
１項）、（３）特定運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則
第３８条第２項）、（４）運行管理規程の制定義務違反（運輸規則第
４８条の２第１項）

4 4

タクシー 2023 2 13

有限会社中湧別ハイヤー
（法人番号９４６０３０
２００３２４１）代表者
坂本浩

北海道紋別郡湧別町中
湧別中町４９４

本社営業所
北海道紋別郡湧
別町中湧別中町
４９４

文書警告
道道路運送法第２７
条第３項

令和５年１月１８日、長期未監査を端緒として監査を実施。４件の違
反が認められた。（１）点呼の記録事項義務違反（旅客自動車運送事
業運輸規則（以下「運輸規則」）第２４条第５項）、（２）乗務等の
記録事項義務違反（運輸規則第２５条第３項、第４項）、（３）乗務
員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第３７条第１項）、（４）運転
者に対する指導監督義務違反（運輸規則第３８条第１項）

0 0

タクシー 2023 2 28

北海道拓殖バス株式会社
（法人番号８４６０１０
１００１６２９）代表者
中木基博

北海道河東郡音更町字
然別北５線西３７番地
１

帯広営業所
北海道河東郡音
更町字然別北５
線西３７番地１

文書警告
タク特法第１６条第
１項、第２項

令和４年１２月１日、長期未監査を端緒として監査を実施。１件の違
反が認められた。（１）運転者証の返納義務違反（タク特法第１６条
第１項、第２項）

0 0

タクシー 2023 2 28

小鳩交通株式会社（法人
番号４４５０００１００
１１３０）代表者谷脇勝
英

北海道旭川市永山北１
条８丁目３３番地１

札幌支店営
業所

北海道札幌市西
区宮の沢１条５
丁目２２番１号

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

令和５年１月１２日、労働局からの通報等を端緒として監査を実施。
１件の違反が認められた。（１）疾病・疲労等のおそれのある乗務
（旅客自動車運送事業運輸規則第２１条第５項）

0 0

乗合バス 2023 2 28

新篠津自動車工業株式会
社（法人番号６４３００
０１０４２８０２）代表
者高橋敬

北海道石狩郡新篠津村
第４６線北１１番地

本社営業所
北海道石狩郡新
篠津村第４６線
北１１番地

文書警告
道道路運送法第２７
条第３項

令和４年９月１日、新規許可を端緒として監査を実施。４件の違反が
認められた。（１）乗務等の記録事項義務違反（旅客自動車運送事業
運輸規則（以下「運輸規則」）第２５条第１項、第４項）、（２）運
転者に対する指導監督の記録義務違反（運輸規則第３８条第１項）、
（３）点検整備等記録簿の記載義務違反（運輸規則第４５条第２
号）、（４）運行管理規程の制定義務違反（運輸規則第４８条の２第
１項）

0 0

乗合バス 2023 2 28

北海道拓殖バス株式会社
（法人番号８４６０１０
１００１６２９）代表者
中木基博

北海道河東郡音更町然
別北５線西３７番地１

帯広営業所
北海道河東郡音
更町然別北５線
西３７番地１

文書警告
道道路運送法第２７
条第３項

令和４年１１月３０日及び令和４年１２月１日、その他事故、法令違
反、事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。２件の違反が認め
られた。（１）運転者に対する特別な指導義務違反（旅客自動車運送
事業運輸規則（以下「運輸規則」）第３８条第２項）、（２）特定運
転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第３８条第２項）

0 0



貸切バス 2023 3 17

有限会社ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ観光ﾊﾞ
ｽ（法人番号
7370002020622）代表
者佐藤肇

宮城県富谷市富谷新町
57番地

本社営業所
宮城県富谷市富
谷新町57番地

輸送施設の使用停止
（60日車）及び文書
警告

道路運送法第27条第
3項

令和4年11月29日及び12月9日、監査方針を端緒として監査を実施した
結果、6件の違反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則（以下｢運輸規則｣）第38条第1項）、
（2）運転者に対する指導監督の記録保存違反（運輸規則第38条第1
項）、（3）高齢運転者に対する指導義務違反（運輸規則第38条第2
項）、（4）高齢運転手に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第38
条第2項）、（5）整備管理者の研修受講義務違反（運輸規則第46
条）、（6）運行管理者の一般講習受講義務違反（運輸規則第48条の4
第1項）

6 6

貸切バス 2023 4 6
株式会社鳥海観光（法人
番号4410001005234）
代表者佐藤司

秋田県由利本荘市矢島
町元町字新所31番地1

本社営業所
秋田県由利本荘
市矢島町元町字
新所31-1

輸送施設の使用停止
（80日車）及び文書
警告

道路運送法第27条第
3項、道路運送車両
法第48条

令和4年10月27日及び11月14日、監査方針を端緒として監査を実施し
た結果、7件の違反が認められた｡（1）運行に関する状況把握等のため
の体制の整備違反（運輸規則第21条の2）、（2）点呼の記録義務違反
【記録なし】（運輸規則第24条第5項）、（3）点呼の記録義務違反
【記載事項の不備】（運輸規則第24条第5項）、（4）乗務等の記録義
務違反（運輸規則第25条第2項）、（5）運行指示書の作成等義務違反
（運輸規則第28条の2第1項）、（6）運転者に対する指導監督義務違反
（運輸規則第38条第1項）、（7）定期点検実施義務違反（運輸規則第
45条及び道路運送車両法第48条）

8 8

貨物 2023 2 2

合同会社ｽﾏｲﾙｴｸｽﾌﾟﾚｽ
（法人番号
9410003002844）代表
者佐藤智弥

秋田県能代市河戸川字
大須賀14番地

秋田営業所
秋田県秋田市御
所野湯本5丁目1-
452号室

輸送施設の使用停止
（60日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第9
条第3項、法第17条
第1項第1号、法第
17条第4項

令和4年2月22日及び4月20日、監査方針を端緒として監査を実施した結
果、8件の違反が認められた｡（1）各営業所に配置する事業用自動車の
種別ごとの数違反（貨物自動車運送事業法施行規則（以下｢規則｣）第6
条第1項第1号、（2）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送事
業輸送運輸規則（以下｢安全規則｣）第3条第4項）、（3）点呼の実施義
務違反（安全規則第7条第1項、第2項）、（4）点呼の記録義務違反
（安全規則第7条第5項）、（5）乗務等の記録義務違反（安全規則第8
条）、（6）運行記録計による記録義務違反（安全規則第9条）、（7）
運転者台帳の作成義務違反（安全規則第9条の5第1項）、（8）運転者
に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）

6 6

貨物 2023 2 3

沼田運輸倉庫株式会社
（法人番号
3370001003813）代表
者沼田一義

宮城県仙台市若林区卸
町東3丁目3番20号

本社営業所
宮城県仙台市若
林区卸町東3-3-
29

文書警告
法第17条第1項第1
号、第17条第4項

令和5年1月26日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、2件の違
反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反（安全規則第3条第
4項）、（2）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1
項）

0 0

貨物 2023 2 7

有限会社北福岡酪農運輸
（法人番号
4400002012255）代表
者白梅勝行

岩手県二戸市福岡字大
明神平7番地の5

本社営業所
岩手県二戸市福
岡字大明神平7-5

文書警告 法第17条第4項

令和5年1月27日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、2件の違
反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第
10条第1項）、（2）重傷事故を惹起した運転者に対する適性診断受診
義務違反（安全規則第10条第2項）

0 0

貨物 2023 2 9
小林運輸株式会社（法人
番号8380001009383）
代表者小林孝司

福島県二本松市中里43
番地1

本社営業所
福島県二本松市
中里44-3

輸送施設の使用停止
（50日車）及び文書
警告

法第8条第1項、法第
17条第1項第1号、
法第17条第4項、道
路運送法第95条

令和3年11月4日及び令和4年1月14日、監査方針を端緒として監査を実
施した結果、11件の違反が認められた｡（1）自動車車庫の位置及び収
容能力違反（安全規則第2条第1項第4号）、（2）乗務時間等の基準の
遵守違反（安全規則第3条第4項）、（3）点呼の実施義務違反（安全規
則第7条第1項、第2項）、（4）点呼の記録義務違反【一部記録なし】
（安全規則第7条第5項）、（5）点呼の記録義務違反【記載事項の不
備】（安全規則第7条第5項）、（6）乗務等の記録義務違反（安全規則
第8条）、（7）運転者台帳の作成義務違反（安全規則第9条の5第1
項）、（8）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1
項）、（9）高齢運転者に対する指導義務違反（安全規則第10条第2
項）、（10）高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第
10条第2項）、（11）自動車に関する表示義務違反（道路運送法第95
条）

5 5

貨物 2023 2 14
有限会社隼運送（法人番
号4380002014931）代
表者越前俊雄

福島県郡山市安積町南
長久保1丁目196番地

本社営業所
福島県郡山市安
積町南長久保1丁
目196番地

輸送施設の使用停止
（10日車）及び文書
警告

法第8条第1項、法第
17条第1項第1号、
法第17条第4項

令和4年7月19日及び令和4年8月23日、監査方針を端緒として監査を実
施した結果、5件の違反が認められた｡（1）事業計画に定めるところに
従う義務違反（安全規則第2条第1項第2号）、（2）乗務時間等の基準
の遵守違反（安全規則第3条第4項）、（3）運転者台帳の作成義務違反
（安全規則第9条の5第1項）、（4）運転者に対する指導監督義務違反
（安全規則第10条第1項）、（5）初任運転者に対する適性診断受診義
務違反（安全規則第10条第2項）

1 1

貨物 2023 2 15
株式会社井上産業（法人
番号1390001014265）
代表者井上徳仁

山形県最上郡大蔵村大
字合海1536番地7

本社営業所
山形県最上郡大
蔵村大字合海
1536番地7

文書警告 法第17条第4項
令和5年2月3日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、1件の違
反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第
10条第1項）

0 0

貨物 2023 2 16
大進運輸株式会社（法人
番号5420001001280）
代表者成田仁

青森県青森市大字新城
字山田677番地24

本社営業所

青森県青森市大
字新城字山田
677-24、677-
567、677-571、
677-552、677-
554、677-573、
677-555

輸送施設の使用停止
（70日車）及び文書
警告

法第17条第4項

令和4年6月22日及び29日、監査方針を端緒として監査を実施した結
果、5件の違反が認められた｡（1）点呼の記録義務違反【一部記録な
し】（安全規則第7条第5項）、（2）点呼の記録義務違反【記録の改ざ
ん･不実記載】（安全規則第7条第5項）、（3）乗務等の記録義務違反
（安全規則第8条）、（4）運行記録計による記録義務違反（安全規則
第9条）、（5）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1
項）

7 7

貨物 2023 2 20
有限会社東伸産業（法人
番号8410002002697）
代表者佐々木博之

秋田県秋田市御所野元
町5丁目8番6号

本社営業所
秋田県秋田市雄
和田草川字太田
22-1

輸送施設の使用停止
（90日車）及び文書
警告

法第17条第1項第1
号、法第17条第1項
第2号、法第17条第
4項

令和4年5月30日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、8件の違
反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反（安全規則第3条第
4項）、（2）整備管理者の研修受講義務違反（安全規則第3条の4）、
（3）点呼の記録義務違反（安全規則第7条第5項）、（4）運行指示書
の作成義務違反（安全規則第9条の3第2項）、（5）運転者台帳の作成
義務違反（安全規則第9条の5第1項）、（6）運転者に対する指導監督
義務違反（安全規則第10条第1項）、（7）運転者に対する指導監督の
記録義務違反（安全規則第10条第1項）、（8）運行管理者の講習受講
義務違反（安全規則第23条第1項）

9 9

貨物 2023 2 20
有限会社新道社（法人番
号4400002009409）代
表者八重樫嘉勝

岩手県北上市飯豊23地
割129番地3

本社営業所
岩手県北上市飯
豊23地割129番地
8

輸送施設の使用停止
（20日車）及び文書
警告

法第17条第1項第2
号、法第17条第4
項、道路運送車両法
第52条、貨物自動車
運送事業法第60条第
1項

令和4年8月25日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、4件の違
反が認められた｡（1）整備管理者の選任（解任）の未届出違反（安全
規則第3条の2及び道路運送車両法第52条）、（2）整備管理者の研修受
講義務違反（安全規則第3条の4）、（3）運行管理者の講習受講義務違
反（安全規則第23条第1項）、（4）報告義務違反（貨物自動車運送事
業法第60条第1項）

2 2

タクシー 2023 2 14

株式会社ﾋｶﾘ総合交通
（法人番号
2400001008108）代表
者鹿糠光男

岩手県久慈市小久慈町
第36地割25番地39

本社営業所
岩手県久慈市小
久慈町第36地割
25番地39

輸送施設の使用停止
（10日車）及び文書
警告

道路運送法第27条第
3項、道路運送車両
法第52条

令和4年9月15日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、4件の違
反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督違反（旅客自動車運送
事業運輸規則（以下｢運輸規則｣）第38条第1項）、（2）重傷事故を惹
起した運転手に対する指導義務違反（運輸規則第38条第2項）、（3）
重傷事故を惹起した運転手に対する適性診断受診義務違反（運輸規則
第38条第2項）、（4）整備管理者の選任（解任）の未届出違反（運輸
規則第45条及び道路運送車両法第52条）

1 1



貨物 2023 2 13

株式会社富山市場輸送
（法人番号
3230001005063）代表
者渡邉清隆

富山県富山市婦中町萩
島314

本社営業所
富山県富山市掛
尾500

輸送施設の使用停止
（70日車）

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項及び同条
第4項

令和4年6月8日、監査実施。9件の違反が認められた。（1）乗務時間等
告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）（2）１箇月の拘束時間に関する違反（安全規則第
3条第4項）（3）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項）（4）点
呼の記録義務違反（安全規則第7条第5項）（5）点呼の記録記載不備
（安全規則第7条第5項）（6）運転者に対する指導監督違反（安全規則
第10条第1項）（7）運転者に対する指導監督の記録義務違反（安全規
則第10条第1項）（8）特定の運転者に対する指導監督違反（安全規則
第10条第2項）（9）運行管理者に対する指導監督違反（安全規則第22
条）

7 7

貨物 2023 2 15

野手建設運輸有限会社
（法人番号
3230002010112）代表
者野手弘

富山県小矢部市福上6 本社営業所
富山県小矢部市
和沢483、484

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第1項及び
同条第4項

令和4年12月2日、監査実施。3件の違反が認められた。（1）乗務時間
等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）（2）疾病、疲労等のおそれのある乗務（安全規則
第3条第6項）（3）運行記録計による記録義務違反（安全規則第9条）

0 0

貨物 2023 2 24

株式会社テスコ商運（法
人番号
9110001003395）代表
者若月正則

新潟県新潟市北区太郎
代2022番地58

本社営業所
新潟県新潟市北
区太郎代2022番
地58

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項

令和4年10月5日、監査実施。2件の違反が認められた。（1）乗務時間
等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）（2）１箇月の拘束時間に関する違反（安全規則第
3条第4項）

2 2

貨物 2023 2 24
三杉運送株式会社（法人
番号4220001016969）
代表者カ山藤雄

石川県珠洲市三崎町二
本松い部27-2

本社営業所
石川県珠洲市三
崎町二本松い27-
7

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項及び同条
第4項

令和4年11月22日、監査実施。7件の違反が認められた。（1）乗務時間
等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）（2）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第3項）
（3）点呼の記録義務違反（安全規則第7条第5項）（4）点呼の記録記
載不備（安全規則第7条第5項）（5）運行指示書の作成義務違反（安全
規則第9条の3第1～3項）（6）運転者台帳の記載不備（安全規則第9条
の5第1項）（7）運転者に対する指導監督の記録義務違反（安全規則第
10条第1項）

2 2

貨物 2023 2 7
株式会社隆盛運輸（法人
番号4070002014302）
代表者：小林隆

群馬県高崎市下大類町
２３－５

本社
群馬県高崎市下
大類町２３－５

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年6月28日及び同
年6月29日、監査を実施。3件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示
の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、(2)点呼
の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(3)運行
管理補助者の要件違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3
項）

2 2

貨物 2023 2 7

丸山物流運輸株式会社
（法人番号
9070001020189）代表
者：丸山貴博

群馬県太田市鶴生田町
６９７－１

本社
群馬県太田市鶴
生田町６９７－
１

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和４年6月20日、監査
を実施。4件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、(2)疾病のおそれのある乗
務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、(3)点呼の実施義
務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(4)運転者に対す
る指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

2 2

貨物 2023 2 14
有限会社金運（法人番号
1011502007778）代表
者：丸島代志子

東京都荒川区南千住２
－７－１

本社
東京都荒川区南
千住２－７－１

輸送施設の使用停止
（150日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年7月20日及び同
年7月25日、監査を実施。12件の違反が認められた。(1)乗務時間等告
示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、(2)疾
病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6
項）、(3)点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条）、(4)乗務等記録の記載事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第8条）、(5)運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第1項）、(6)定期点検整備の実施違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第48条）、(7)整備管理
者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の
4）、(8)運行管理者に対する指導及び監督違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第22条）、(9)運行管理者の講習受講義務違反等（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第23条第1項）、(10)事業計画（車庫）の変更
認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、(11)事業計画（車両
数）の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、(12)報告
義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

15 15

貨物 2023 2 14
有限会社村上急送（法人
番号9060002032721）
代表者：村上茂

栃木県栃木市藤田町３
１４－１

本社
栃木県栃木市藤
田町３１４－１

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第5項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年5月31日及び同
年7月8日、監査を実施。7件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示
の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、(2)疾病
のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6
項）、(3)点呼の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条
第5項）、(4)乗務等記録の記載事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第8条）、(5)運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条）、(6)運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第10条第1項）、(7)初任運転者に対する適性診
断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）

6 6

貨物 2023 2 14
心友運送株式会社（法人
番号9050001013343）
代表者：鈴木裕

茨城県下妻市大字高道
祖字東原４２１０－２
３

本社
茨城県下妻市大
字高道祖字東原
４２１０－２３

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

労働局からの通報を端緒として、令和4年7月14日、監査を実施。3件の
違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第3条第4項）、(2)乗務等記録の記載事項違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第8条）、(3)運行記録計による記録義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）

4 4

貨物 2023 2 14
中越運送株式会社（法人
番号2110001003294）
代表者：中山元四郎

新潟県新潟市中央区美
咲町１－２３－２６

深川
東京都江東区東
雲１－８－１９

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和4年6
月29日及び同年7月26日、監査を実施。7件の違反が認められた。(1)乗
務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4
項）、(2)点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条）、(3)運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第9条）、(4)運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第1項）、(5)高齢運転者に対する指導監督違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、(6)高齢運転者に
対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10
条第2項）、(7)事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条
第1項）

2 2

貨物 2023 2 21

株式会社セカンド・ス
テージ（法人番号
4011701014358）代表
者：川田成明

東京都江戸川区南小岩
１－１３－６

事業本部
東京都江戸川区
上篠崎４－１１
－７

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

公安委員会からの通知を端緒として、令和4年9月5日、監査を実施。1
件の違反が認められた。(1)過積載運送（貨物自動車運送事業法第17条
第3項）

9 6

貨物 2023 2 21

有限会社エコサービス
（法人番号
6090002006626）代表
者：藤澤隆成

山梨県甲斐市宇津谷３
４２－１

本社
山梨県甲斐市宇
津谷３４２－１

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年7月1日、監査を
実施。3件の違反が認められた。(1)運行記録計による記録義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、(2)運転者に対する指導監督違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、(3)初任運転者
に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項）

3 3



貨物 2023 2 28

株式会社髙木商事運輸
（法人番号
5011201009510）代表
者：高木敏行

東京都中野区本町４－
４０－６

東京港
東京都大田区東
海４－１０－７

輸送施設の使用停止
（140日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和4年5
月19日及び同年5月25日、監査を実施。12件の違反が認められた。(1)
乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第
4項）、(2)疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第3条第6項）、(3)点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第7条）、(4)乗務等記録の記載事項違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第8条）、(5)運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第9条）、(6)運転者に対する指導監督違反等（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、(7)初任運転者に対する
指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、(8)
初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第2項）、(9)点検整備記録簿の記録義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第49条）、(10)
整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3
条の4）、(11)運行管理者に対する指導及び監督違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第22条）、(12)運行管理者の講習受講義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項）

14 14

貨物 2023 2 28

株式会社アジェクト（法
人番号
6030001022514）代表
者：青木浩二

埼玉県戸田市氷川町３
－１０－２７

本社
埼玉県戸田市氷
川町３－１０－
２７

輸送施設の使用停止
（140日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

労働局からの通報を端緒として、令和4年5月20日及び同年5月25日、監
査を実施。10件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、(2)疾病のおそれの
ある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、(3)点呼の
実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(4)乗務等
記録の記載事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条）、(5)運
行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9
条）、(6)運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第1項）、(7)初任運転者に対する指導監督違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、(8)初任運転者に対する適
性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項）、(9)運行管理者の選任及び解任届出違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第19条）、(10)事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送
事業法第9条第1項）

14 14

貨物 2023 2 28
遠野運送株式会社（法人
番号1380001013441）
代表者：中野光

福島県いわき市遠野町
根岸字白幡５３－３、
白幡５３－２、石田４
１－３、石田５７

鹿沼
栃木県鹿沼市板
荷２２５－１

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の4

車輪脱落事故を引き起こしたことを端緒として、令和4年7月22日、監
査を実施。1件の違反が認められた。(1)整備管理者の研修受講義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4）

1 1

タクシー 2023 2 10

都民交通事業株式会社
（法人番号
3013401000531）代表
者滝瀬仁久

東京都日野市多摩平6-
25-8

本社営業所
東京都日野市多
摩平6-25-8

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和4年9月26日及び令和4年9月29日、法令違反の疑いがある旨の情報
を端緒として監査を実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対する
指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

タクシー 2023 2 28
中安国際株式会社（法人
番号5011801033595）
代表者王強林

東京都葛飾区新小岩2-
40-6

本社営業所
東京都葛飾区新
小岩2-40-63F

輸送施設の使用停止
（10日車）

道路運送車両法第48
条

令和4年7月4日及び令和4年7月22日、新規許可を受けたことを端緒とし
て監査を実施。5件の違反が認められた。(1)点呼の記録義務違反(旅客
自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第24条第5項)､(2)乗務記録の
記録事項の不備(運輸規則第25条第3項､第4項)､(3)運転者に対する指導
監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(4)定期点検整備等の未実施(道路
運送車両法第48条)､(5)報告義務違反(道路運送法第94条第1項)

1 1

タクシー 2023 2 28
株式会社ふくねこ（法人
番号9011801028360）
代表者車煜銘

東京都足立区江北7-18-
11

本社営業所
東京都足立区江
北7-18-11

輸送施設の使用停止
（20日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第46条

令和4年7月11日及び令和4年7月26日、新規許可を受けたことを端緒と
して監査を実施。4件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督
義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第38条第1項)､
(2)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条)､(3)運行管理者の
講習受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項)､(4)報告義務違反(道路運
送法第94条第1項)

2 2

タクシー 2023 2 28

上信ハイヤー株式会社
（法人番号
2070001007102）代表
者堀口直行

群馬県高崎市江木町
118-2

高崎営業所
群馬県高崎市江
木町字西沖118-2

輸送施設の使用停止
（20日車）

道路運送法第9条の3
第1項

令和4年7月1日及び令和4年7月6日、法令違反の疑いがある旨の情報を
端緒として監査を実施。3件の違反が認められた。(1)運賃料金変更認可
違反(道路運送法第9条の3第1項)､(2)健康状態の把握義務違反(旅客自動
車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第21条第5項)､(3)運転者に対する
指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)

2 2

タクシー 2023 2 28
開進交通株式会社（法人
番号4011401001292）
代表者広村仁載

東京都板橋区坂下3-25-
1

本社営業所
東京都板橋区坂
下3-25-1

輸送施設の使用停止
（37日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第1
項

令和4年6月28日及び令和4年7月8日、救護義務違反があった旨公安委員
会からの通知を端緒として監査を実施。7件の違反が認められた。(1)乗
務時間等の基準の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規
則)第21条第1項)､(2)健康状態の把握義務違反(運輸規則第21条第5項)､
(3)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)､(4)運転者に対する指導
監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(5)高齢運転者に対する告示で定
める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､(6)初任･高齢運転者に
対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)､(7)整備管理者の
研修受講義務違反(運輸規則第46条)

4 4

タクシー 2023 2 28

群北第一交通株式会社
（法人番号
7070001017600）代表
者赤瀬聡之

群馬県渋川市渋川1830-
45

本社営業所
群馬県渋川市渋
川1826-29

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和4年8月26日、法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として監査を
実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反
(旅客自動車運送事業運輸規則第38条1項)

0 0

貸切バス 2023 4 4

株式会社シーエイチアイ
（法人番号
8010401017741）代表
者露崎強

東京都港区元麻布3-4-
41

シーエイチ
アイ東京営
業所

東京都江東区木
場2-1-1-1F

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第1
項

令和4年12月5日、定期的な監査を実施。2件の違反が認められた。(1)
乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規
則｣)第21条第1項)､(2)運行指示書の記載事項の不備(運輸規則第28条の2
第1項)

6 0

貸切バス 2023 4 4

株式会社美杉観光バス
（法人番号
2030001089912）代表
者吉田典弘

埼玉県飯能市美杉台6-
1-15

東京営業所
東京都板橋区三
園1-42-7

文書警告（処分日車
数20日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第1
項

令和4年4月26日及び令和4年5月12日、定期的な監査を実施。1件の違
反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運
輸規則第21条第1項)

46 2

貸切バス 2023 4 11
橙雅交通株式会社（法人
番号7050001008394）
代表者宇津伸郎

茨城県笠間市平町1108-
4

東京支社営
業所

東京都葛飾区水
元3-3-22

文書警告（処分日車
数10日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

道路運送法第１５条
第３項

令和4年9月9日、定期的な監査を実施。1件の違反が認められた。(1)事
業計画の事前変更届出違反(道路運送法第15条第3項)

1 1

貸切バス 2023 4 11

有限会社ケイ・エス観光
（法人番号
6011402003022）代表
者林嗣商

東京都板橋区三園1-48-
10マルケン三園2Ｆ

本社営業所
東京都板橋区三
園1-48-10マルケ
ン三園2Ｆ

文書警告（処分日車
数40日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

道路運送法第１５条
第１項

令和4年6月8日、定期的な監査を実施。2件の違反が認められた。(1)事
業計画の変更認可違反(道路運送法(以下｢運送法｣)第15条第1項)､(2)報
告義務違反(運送法第94条第1項)

4 4



貨物 2023 2 3
有限会社政友商事（法人
番号3200002007631)代
表者小林正樹

岐阜県各務原市蘇原東
島町1丁目87番地の3

本社営業所
岐阜県各務原市
蘇原東島町1丁目
87番地の3

輸送施設の使用停止
(40日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和4年10月19日､監査方針に基づき､監査を実施｡6件の違反が認められ
た｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第4項)､(2)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条の4)､(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条第1項及び第2項)､(4)特定の運転者に対する運転適性診
断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(5)一般講習
受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)､(6)事業
報告書及び事業実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項)

4 4

貨物 2023 2 6
有限会社西尾企画（法人
番号6200002024616)代
表者西尾弘蔵

岐阜県恵那市三郷町
佐々良木2019番地5

本社営業所
岐阜県恵那市武
並町竹折1432-4

輸送施設の使用停止
(40日車)

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和4年9月27日､監査方針に基づき､監査を実施｡1件の違反が認められ
た｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第4項)

8 4

貨物 2023 2 10
小坂運材株式会社（法人
番号5200001025748)代
表者後藤修

岐阜県下呂市小坂町坂
下631

岐阜営業所
岐阜県加茂郡坂
祝町酒倉字山本
1659番地

輸送施設の使用停止
(20日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和4年8月23日､監査方針に基づき､監査を実施｡3件の違反が認められ
た｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第4項)､(2)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第8条)､(3)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第10条第1項)

2 2

貨物 2023 2 10
株式会社日本通商（法人
番号6190001013877)代
表者城野高大

静岡県田方郡函南町塚
本231番地の24

本社営業所
静岡県田方郡函
南町塚本231番地
の24

輸送施設の使用停止
(110日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和4年6月27日､監査方針に基づき､監査を実施｡12件の違反が認められ
た｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第
1項第4号)､(2)配置車両数違反(貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1
項第1号)､(3)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第4項)､(4)定期点検未実施(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条の2)､(5)点呼の実施不適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第7条第1項及び第2項並びに第3項)､(6)点呼の記録義務違反(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(7)乗務等の記録義務違反(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第8条)､(8)運行記録計による記録義務違反(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(9)運行指示書の作成義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)､(10)運転者台帳の作
成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(11)運転
者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第
1項)､(12)事業報告書及び事業実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法
第60条第1項)

11 11

貨物 2023 2 13

株式会社エムシーライン
（法人番号
5180301013182)代表者
成瀬清二

愛知県安城市山崎町境
15

本社営業所
愛知県安城市山
崎町境15

輸送施設の使用停止
(90日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和4年3月1日及び令和4年3月9日並びに令和4年3月28日､監査方針に
基づいて監査を実施｡13件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示
の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)健康診断
未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)､(3)整備管理者の
研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4)､(4)点呼
の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2
項)､(5)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第5項)､(6)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第8条)､(7)運行記録計による記録保存義務違反(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第9条)､(8)運行指示書の記載事項等の不備(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)､(9)運転者台帳の作成義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(10)運転者に対する
指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(11)
運転者に対する指導監督記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第1項)､(12)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(13)特定の運転者に対する運転
適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)

9 9

貨物 2023 2 13
有限会社ライツ（法人番
号2180302013275)代表
者高山恵一

愛知県豊川市宿町野川
87番地

本社営業所
愛知県豊川市宿
町野川87番地

輸送施設の使用停止
(110日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和4年10月12日､酒気帯び運転による事故を端緒として､監査を実施｡
11件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)健康診断未受診(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第3条第6項)､(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(4)点呼の記録義務違反(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)点呼の記録記載事項不
備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(6)点呼の記録不実記
載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(7)運行記録計による
記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(8)運転者台帳
の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(9)
運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
10条第1項)､(10)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(11)運行管理者に対する指導監督
義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条)

11 11

貨物 2023 2 15
伊勢物流有限会社（法人
番号8190002008321)代
表者廣一幸

三重県伊勢市宮川1-13-
15

本社営業所
三重県伊勢市宮
川1-331-1

輸送施設の使用停止
(150日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第2号

令和4年6月28日､関係機関からの情報を端緒として､監査を実施｡18件の
違反が認められた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法
施行規則第2条第1項第2号)､(2)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運
送事業法施行規則第2条第1項第4号)､(3)事業計画の変更認可違反(貨物
自動車運送事業法施行規則第2条第1項第5号)､(4)健康診断未受診(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)､(5)整備管理者の研修受講義
務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4)､(6)点呼の実施義務
違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(7)点呼
の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(8)
乗務等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､
(9)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
9条)､(10)運転者台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第9条の5第1項)､(11)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条の5第1項)､(12)運転者に対する指導監督義務違反(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(13)運転者に対する指導
監督記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(14)
運転者に対する指導監督記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第1項)､(15)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(16)特定の運転者に対する運転
適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(17)運
行管理補助者の要件違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3
項)､(18)輸送の安全にかかわる情報の公表義務違反(貨物自動車運送事

15 15

貨物 2023 2 20
大興運輸株式会社（法人
番号8180301014153)代
表者河井康司

愛知県刈谷市新栄町2-
38

岡崎支店
愛知県岡崎市島
坂町字川ﾉ前16-1

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

令和5年1月24日､重傷事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡2件の違反が認められた｡(1)運転者に対する指導監督義務違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(2)運転者に対する指導監督
記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)

0 0



貨物 2023 2 27
鈴和建設有限会社（法人
番号2080402007435)代
表者鈴木淳公

静岡県湖西市古見1297 浜松営業所
静岡県浜松市西
区舞阪町浜田
617-1

輸送施設の使用停止
(20日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第6条第1
項第1号

令和4年5月31日､監査方針に基づき､監査を実施｡6件の違反が認められ
た｡(1)配置車両数違反(貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1
号)､(2)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第4項)､(3)点検整備記録簿等の未記載(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条の2)､(4)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第7条第1項及び第2項)､(5)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(6)運行記録計による記録義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)

15 2

貨物 2023 2 27
鈴和建設有限会社（法人
番号2080402007435)代
表者鈴木淳公

静岡県湖西市古見1297 本社営業所
静岡県湖西市古
見1297番地

輸送施設の使用停止
(130日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第6条第1
項第1号

令和4年5月31日及び令和4年7月14日､関係機関からの情報を端緒とし
て､監査を実施｡15件の違反が認められた｡(1)配置車両数違反(貨物自動
車運送事業法施行規則第6条第1項第1号)､(2)乗務時間等基準告示の遵守
違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(3)健康診断未受診
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)､(4)定期点検未実施(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)､(5)点検整備記録簿等の未記
載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)､(6)整備管理者の研修受
講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4)､(7)点呼の実施
義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(8)
点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5
項)､(9)点呼の記録不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5
項)､(10)乗務等の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8
条)､(11)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第9条)､(12)運転者台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第9条の5第1項)､(13)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(14)特定の運転者に対する運
転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(15)
運行管理者の選任解任届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第19
条)

15 13

貨物 2023 2 27
藤喜運輸株式会社（法人
番号7180001079200)代
表者高木通吉

愛知県瀬戸市鳥原町925
番地の8

本社営業所
愛知県瀬戸市鳥
原町925番地の8

輸送施設の使用停止
(10日車)

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第2号

令和4年9月15日、令和4年10月12日、令和4年11月7日及び令和4年11月
25日、関係機関からの情報を端緒として､監査を実施｡1件の違反が認め
られた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2
条第1項第2号)監査の実施後、岐阜営業所が廃止されたため、本社営業
所に対して行政処分を実施。

7 1

貨物 2023 2 28
丸松急行株式会社（法人
番号1080401005218)代
表者松永晴喜

静岡県浜松市南区鶴見
町257

本社営業所
静岡県浜松市南
区鶴見町字上新
割257

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和5年2月7日､監査方針に基づき､監査を実施｡6件の違反が認められ
た｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第4項)､(2)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
3条第6項)､(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
7条第1項及び第2項)､(4)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第5項)､(5)運行記録計による記録義務違反(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第9条)､(6)運転者台帳の記載事項等不備(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)

0 0

乗合バス 2023 2 22
名古屋市（法人番号
3000020231002)代表者
小林史郎

愛知県名古屋市中区三
の丸3丁目1番地1

中川営業所
愛知県名古屋市
中川区法華2丁目
98番地1

輸送施設の使用停止
(20日車)及び文書警
告

道路運送法第16条第
1項

令和4年7月27日、監査方針に基づき、監査を実施。3件の違反が認めら
れた。(1)事業計画に定める業務の確保違反(道路運送法第16条第1項)､
(2)一般準則(職務遂行の指導､措置)違反(旅客自動車運送事業運輸規則
第2条第3項)､(3)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1項)

3 2

乗合バス 2023 2 22

富士急シティバス株式会
社（法人番号
3080101003809)代表者
井原一泰

静岡県沼津市東椎路475
番地

本社営業所
静岡県沼津市東
椎路字東荒475

輸送施設の使用停止
(10日車)及び文書警
告

旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第1
項

令和4年7月21日、監査方針に基づき、監査を実施。4件の違反が認めら
れた。(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則
第21条第1項)､(2)運転者の1箇月の拘束時間及び休日労働の限度違反(旅
客自動車運送事業運輸規則第21条第1項)､(3)運転基準図作成義務違反
(旅客自動車運送事業運輸規則第27条第1項)､(4)運転者に対する指導監
督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

1 1

乗合バス 2023 2 22
京福バス株式会社（法人
番号8210001007536)代
表者岩本裕夫

福井県福井市日之出五
丁目3-30

福井営業所
福井県福井市日
之出五丁目3-30

輸送施設の使用停止
(20日車)及び文書警
告

道路運送法第16条第
1項

令和4年7月22日及び令和4年7月25日並びに令和4年10月25日、監査方
針に基づき、監査を実施。4件の違反が認められた。(1)事業計画に定め
る業務の確保違反(道路運送法第16条第1項)､(2)点呼の実施不適切(旅客
自動車運送事業運輸規則第24条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録記載事
項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)､(4)運行管理者に対
する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第48条の3)

10 2

乗合バス 2023 2 22
京福バス株式会社（法人
番号8210001007536)代
表者岩本裕夫

福井県福井市日之出五
丁目3-30

坂井営業所
福井県あわら市
国影36字106番地

輸送施設の使用停止
(10日車)及び文書警
告

旅客自動車運送事業
運輸規則第24条第1
項及び第2項

令和4年9月27日、監査方針に基づき、監査を実施。3件の違反が認めら
れた。(1)点呼の実施不適切(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第1項
及び第2項)､(2)点呼の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則
第24条第5項)､(3)運行管理者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運
送事業運輸規則第48条の3)

10 1

乗合バス 2023 2 22
京福バス株式会社（法人
番号8210001007536)代
表者岩本裕夫

福井県福井市日之出五
丁目3-30

丸岡営業所
福井県坂井市丸
岡町西里丸岡第
12号9番地3

輸送施設の使用停止
(10日車)及び文書警
告

旅客自動車運送事業
運輸規則第24条第1
項及び第2項

令和4年9月28日、監査方針に基づき、監査を実施。3件の違反が認めら
れた。(1)点呼の実施不適切(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第1項
及び第2項)､(2)点呼の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則
第24条第5項)､(3)運行管理者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運
送事業運輸規則第48条の3)

10 1

タクシー 2023 2 28

濃飛タクシー株式会社
（法人番号
4200001026474)代表者
井上哲孝

岐阜県郡上市白鳥町大
字白鳥156番地21号

本社営業所
岐阜県郡上市白
鳥町大字白鳥156
番地21号

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第5
項

令和5年1月18日、監査方針に基づき、監査を実施。1件の違反が認めら
れた。(1)健康診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第5項)

0 0

貸切バス 2023 4 7
株式会社日本観光(法人
番号8120001201486)代
表者唐澤誠

大阪府泉南市新家725番
地の73

泉南営業所
大阪府泉南市新
家725番地の73

警告
道路運送法第27条第
3項

令和5年2月17日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。乗務等の記録義務違反【記録事項の不備】(旅客自動車
運送事業運輸規則第25条第2項)

0 0

貨物 2023 2 3
有限会社杉正商運（法人
番号3150002009039）
代表者杉岡祐治

奈良県葛城市葛木184-2 本社
奈良県葛城市葛
木184-2

輸送施設の使用停止
（45日車)

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和4年7月14日及び同年7月22日、関係機関からの情報を端緒に監査を
実施。5件の違反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用
自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」)第3条第4項）、
（2）点検整備違反【定期点検整備等の未実施】（安全規則第3条の2、
道路運送車両法第48条）、（3）点呼の実施違反【未実施】（安全規則
第7条第1項～第3項）、（4）健康保険法、厚生年金保険法、労働者災
害補償保険法及び雇用保険法に基づく社会保険等加入義務者が社会保
険等に未加入（貨物自動車運送事業法施行規則第14条第2号）、（5）
報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

5 5



貨物 2023 2 6
有限会社泰興運輸（法人
番号5120102002803）
代表者安川信弘

大阪府堺市中区深井東
町3146

本社
大阪府堺市中区
深井東町2771-
3、2774-1

輸送施設の使用停止
（70日車)

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

令和4年6月23日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。9件の違
反が認められた。（1）事業計画変更認可違反【自動車車庫の位置及び
収容能力違反】（貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号）、
(2)「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務
時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以
下「安全規則」）第3条第4項）、（3）整備管理者の研修受講義務違反
【研修未受講】（安全規則第3条の4）、（4）点呼の実施違反【未実
施】（安全規則第7条第1項～第3項）、（5）点呼の記録違反【記載事
項等の不備】（安全規則第7条第5項）、（6）乗務等の記録違反【記載
事項等の不備】（安全規則第8条）、（7）運行記録計による記録違反
【記録】（安全規則第9条）、（8）「貨物自動車運送事業者が事業用
自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対
する指導及び監督違反【一部不適切】（安全規則第10条第1項）、
（9）運行管理者の講習受講義務違反（安全規則第23条第1項）

7 7

貨物 2023 2 8
有限会社松本商店（法人
番号8120102020389）
代表者松本光由

大阪府河内長野市三日
市町281番地6

本社
大阪府河内長野
市三日市町281番
地6

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和4年8月22日、公安委員会からの通知を端緒に監査を実施。5件の違
反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者
の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）疾病、疲労
等のおそれのある乗務（安全規則第3条第6項）、（3）点呼の記録違反
【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、（4）乗務等の記録違
反【記載事項等の不備】（安全規則第8条）、（5）「貨物自動車運送
事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」に
よる運転者に対する指導及び監督違反【一部不適切】（安全規則第10
条第1項）

1 1

貨物 2023 2 8
今村運輸株式会社（法人
番号1122001015071）
代表者水井耕二

大阪府大東市諸福8丁目
2番14号

本社
大阪府大東市新
田中町7-17

輸送施設の使用停止
（120日車)

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

令和4年7月28日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。12件の違
反が認められた。（1）事業計画変更認可違反【自動車車庫の位置及び
収容能力違反】（貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号）、
（2）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗
務時間に係る基準」の遵守違反（貨物運送事業輸送安全規則(以下「安
全規則」)第3条第4項）、（3）疾病、疲労等のおそれのある乗務（安
全規則第3条第6項）、（4）整備管理者の研修受講義務違反【研修未受
講】（安全規則第3条の4）、（5）点呼の実施違反【未実施】（安全規
則第7条第1項～第3項）、（6）点呼の記録違反【記載事項等の不備】
（安全規則第7条第5項）、（7）乗務等の記録違反【記載事項等の不
備】（安全規則第8条）、（8）運行記録計による記録違反【記録】
（安全規則第9条）、（9）運行指示書【記載事項等の不備】(安全規則
第9条の3第1項～第3項)、（10）運転者台帳【記載事項等の不備】（安
全規則第9条の5第1項）、（11）「貨物自動車運送事業者が事業用自動
車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」（以下「指導監督告
示」）による運転者に対する指導及び監督違反【大部分不適切】（安
全規則第10条第1項）、（12）指導監督告示による運転者に対する特別
な指導及び運転適性診断受診義務違反【運転適性診断の受診状況】
（安全規則第10条第2項）、

12 12

貨物 2023 2 15

株式会社ファーストトラ
ンスポート（法人番号
8120001152250）代表
者鈴木恵美

大阪府枚方市桜丘町77-
10

本社
大阪府枚方市桜
丘町77-10

輸送施設の使用停止
（110日車)

貨物自動車運送事業
法第9条第3項後段

令和4年7月28日、公安委員会からの通知を端緒に監査を実施。12件の
違反が認められた。（1）事業計画変更事後届出違反【主たる事務所の
名称及び位置の変更違反】（貨物自動車運送事業法施行規則第7条第1
項第1号）、（2）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤
務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（3）疾病、疲労等の
おそれのある乗務（安全規則第3条第6項）、（4）点検整備記録簿等の
記載違反等【記録の保存】（安全規則第3条の2第2項、道路運送車両法
第49条）、（5）整備管理者の研修受講義務違反【研修未受講】（安全
規則第3条の4）、（6）点呼の実施違反【未実施】（安全規則第7条第1
項～第3項）、（7）点呼の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則
第7条第5項）、（8）乗務等の記録違反【記載事項等の不備】（安全規
則第8条）、（9）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に
対して行う指導及び監督の指針」（以下「指導監督告示」）による運
転者に対する指導及び監督違反【大部分不適切】（安全規則第10条第1
項）、（10）指導監督告示による運転者に対する特別な指導及び運転
適性診断受診義務違反【運転適性診断の受診状況】（安全規則第10条
第2項）、（11）運行管理者補助者の要件違反（安全規則第18条第3
項）、（12）自動車事故報告規則に規定する事故の届出違反【未届
出】（貨物自動車運送事業法第24条）

11 11

貨物 2023 2 16

ジョーシンサービス株式
会社（法人番号
7120001038467）代表
者畑島和也

大阪府大阪市浪速区日
本橋4-8-12

大阪中央
大阪府大阪市住
之江区南港東5-
1-4

警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(放
置行為)が過去1年以内に3件に達した。（1）運転者の指導監督義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2023 2 20
和物株式会社（法人番号
3170001013361）代表
者新井康人

和歌山県紀の川市桃山
町調月2134-1

本社
和歌山県紀の川
市桃山町調月
2134番地1

輸送施設の使用停止
（70日車)

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

令和4年7月27日、労働局からの通報を端緒に監査を実施。7件の違反が
認められた。（1）事業計画変更認可違反【自動車車庫の位置及び収容
能力違反】（貨物自動車運送事業法施行規則（以下「施行規則」）第2
条第1項第4号）、（2）事業計画変更認可違反【乗務員の休憩・睡眠施
設の位置及び収容能力違反】（施行規則第2条第1項第5号）、（3）事
業計画変更事後届出違反【営業所又は荷扱所の名称、位置（利用運送
のみに係るもの及び運輸局長が指定する区域内におけるものに限
る。）の変更違反】（施行規則第7条第1項第2号、第3号）、（4）「貨
物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に
係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安
全規則」）第3条第4項）、（5）整備管理者の研修受講義務違反【研修
未受講】（安全規則第3条の4）、（6）運転者台帳【記載事項等の不
備】（安全規則第9条の5第1項）、（7）運行管理者の講習受講義務違
反（安全規則第23条第1項）

7 7

貨物 2023 2 21

旭陸運倉庫株式会社（法
人番号
8140001076571）代表
者清水勝典

兵庫県小野市万勝寺町
378-7

小野
兵庫県小野市万
勝寺町378番地7

輸送施設の使用停止
（20日車)

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和4年8月1日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。5件の違
反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者
の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）点呼の実施
違反【未実施】（安全規則第7条第1項～第3項）、（3）乗務等の記録
違反【記載事項等の不備】（安全規則第8条）、（4）運行記録計によ
る記録違反【記録】（安全規則第9条）、（5）「貨物自動車運送事業
者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による
運転者に対する指導及び監督違反【大部分不適切】（安全規則第10条
第1項）

2 2



貨物 2023 2 21

堀口運輸倉庫株式会社
（法人番号
6120001016201）代表
者堀口高範

大阪府大阪市城東区今
福西6-10-6

城東
大阪府大阪市城
東区今福西6-10-
6

輸送施設の使用停止
（150日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和4年7月22日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。9件の違反
が認められた。（1）疾病、疲労等のおそれのある乗務（貨物自動車運
送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第6項）、（2）点検整
備違反【定期点検整備等の未実施】（安全規則第3条の2、道路運送車
両法第48条）、（3）整備管理者の研修受講義務違反【研修未受講】
（安全規則第3条の4）、（4）点呼の実施違反【未実施】（安全規則第
7条第1項～第3項）、（5）点呼の記録違反【記録】（安全規則第7条第
5項）、（6）乗務等の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第8
条）、（7）運転者台帳【記載事項等の不備】（安全規則第9条の5第1
項）、（8）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して
行う指導及び監督の指針」による運転者に対する指導及び監督違反
【大部分不適切】（安全規則第10条第1項）、（9）報告義務違反（貨
物自動車運送事業法第60条第1項）

15 15

貨物 2023 2 22
三洸運送株式会社（法人
番号2120001055582）
代表者平田光三

大阪府豊中市走井2丁目
1番12号

本店
大阪府豊中市走
井2-1-12

輸送施設の使用停止
（100日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和4年8月29日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。11件の違
反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者
の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）疾病、疲労
等のおそれのある乗務（安全規則第3条第6項）、（3）整備管理者の選
任（変更）の未届出、虚偽届出【選任（変更）の未届出に係るもの】
（安全規則第3条の2、道路運送車両法第52条）、（4）点呼の実施違反
【未実施】（安全規則第7条第1項～第3項）、（5）点呼の記録違反
【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、（6）乗務等の記録違
反【記載事項等の不備】（安全規則第8条）、（7）運行指示書【作
成、指示又は携行の義務違反】(安全規則第9条の3第1項～第3項)、
（8）運転者台帳【記載事項等の不備】（安全規則第9条の5第1項）、
（9）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指
導及び監督の指針」（以下「指導監督告示」）による運転者に対する
指導及び監督違反【大部分不適切】（安全規則第10条第1項）、（10）
指導監督告示による運転者に対する特別な指導及び運転適性診断受診
義務違反【運転適性診断の受診状況】（安全規則第10条第2項）、
（11）運行管理者の選任及び解任の未届出違反（安全規則第19条）

10 10

タクシー 2023 2 10

株式会社国際興業大阪
(法人番号
5120001200004)代表者
髙橋光浩

大阪府大阪市東淀川区
東淡路5丁目8-381階

淡路
大阪市東淀川区
東淡路5丁目8番
38号

警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(放
置駐車違反)が過去一年以内に3件に達した。｢旅客自動車運送事業者が
事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針｣による運転者
に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

タクシー 2023 2 10

ワンコイン八尾株式会社
(法人番号
9122001022192)代表者
今野隆雄

大阪府八尾市垣内1丁目
54番地

本社
大阪府八尾市垣
内1丁目54

警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(放
置駐車違反)が過去一年以内に3件に達した。｢旅客自動車運送事業者が
事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針｣による運転者
に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

5 0

タクシー 2023 2 22

有限会社京都雅タクシー
(法人番号
6130002024144)代表者
奥村仁三和

京都府京都市右京区梅
津堤下町64番地1

本社
京都府京都市右
京区梅津堤下町
64-1

警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(駐
停車違反)が過去一年以内に3件に達した。｢旅客自動車運送事業者が事
業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針｣による運転者に
対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

貨物 2023 2 1

山本重機運送有限会社
(法人番号
5250002006354)代表者
山本龍隆

山口県山口市大内長野
1174番地2

岩国営業所
山口県岩国市新
港町3丁目5-31

輸送施設の使用停止
(30日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法第17条第4項及び
第18条第3項

令和4年6月22日、同年9月2日及び同年9月6日、情報提供を端緒として
監査を実施。7件の違反が認められた。(1)整備管理者の変更届出義務違
反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条の2)、
(2)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項及び第2項)、(3)点呼の記
録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(4)乗務等の記録事項義務違反
(安全規則第8条第1項)、(5)運行記録計による記録義務違反(安全規則第
9条)、(6)運転者台帳の記載事項義務違反（安全規則第9条の5第1
項）、(7)運行管理者の解任届出違反（安全規則第19条）

3 3

貨物 2023 2 1

有限会社シンコー建運
(法人番号
1240002007431)代表者
枝松則子

広島県広島市佐伯区五
日市町石内4014-1

本社
広島県安芸郡熊
野町宇苗渋6661-
1

許可の取消し
貨物自動車運送事業
法第32条

運輸支局において現地調査を行った結果、所在不明事業者であって相
当の期間事業を行っていないと認められたもの。

- -

貨物 2023 2 1
渡部運送有限会社(法人
番号6240002038100)代
表者中田武

広島県廿日市市沖塩屋
3-3-5

本社
広島県廿日市市
沖塩屋3-3-3

許可の取消し
貨物自動車運送事業
法第32条

運輸支局において現地調査を行った結果、所在不明事業者であって相
当の期間事業を行っていないと認められたもの。

- -

貨物 2023 2 1
有限会社光運送(法人番
号6240002024694)代表
者松本光浩

広島県東広島市志和町
冠915

本社営業所
広島県東広島市
志和町冠915

許可の取消し
貨物自動車運送事業
法第32条

運輸支局において現地調査を行った結果、所在不明事業者であって相
当の期間事業を行っていないと認められたもの。

- -

貨物 2023 2 21
株式会社桑原産業(法人
番号3250001002612)代
表者桒原勝彦

山口県防府市大字338番
地の1

本社営業所
山口県防府市大
字338番地の1

輸送施設の使用停止
(４0日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号及び同条第4項

令和4年3月22日及び同年8月25日、健康起因による事故を端緒として監
査を実施。1１件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、
(2)疾病、疲労等のおそれのある乗務禁止違反(安全規則第3条第6項)、
(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項及び第2項)、(4)点呼の記
録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(5)乗務等の記録義務違反(安全
規則第8条第1項)、(6)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条第1
項)、(7)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(8)運転者台
帳の記載事項義務違反（安全規則第9条の5第1項）、(9)運転者に対す
る指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(10)運転者に対する指導
監督の記録義務違反(安全規則第10条第1項)、(11)特定の運転者に対す
る特別な指導義務違反(安全規則第10条第２項)

4 4

貨物 2023 2 21

株式会社ハラケン運輸
(法人番号
8250001016211)代表者
峯伸一郎

山口県山口市陶1523番
地1

本社営業所
山口県山口市陶
1523番地1

輸送施設の使用停止
(50日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号、同条同項第2号
及び同条第4項

令和4年7月8日、同年7月27日及び同年8月9日、情報提供を端緒として
監査を実施。1１件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、
(2)乗務時間等告示のなお書き遵守違反(安全規則第3条第4項)、(3)疾
病、疲労等のおそれのある乗務禁止違反(安全規則第3条第6項)、(4)事
業用自動車の定期点検整備義務違反(安全規則第3条の2)、(5)点呼の実
施義務違反(安全規則第7条第1項、第2項及び第3項)、(6)乗務等の記録
事項義務違反(安全規則第8条第1項)、(7)運行記録計による記録義務違
反(安全規則第9条)、(8)運行指示書の記載事項義務違反(安全規則第9条
の3第1項)、(9)運転者台帳の記載事項義務違反（安全規則第9条の5第1
項）、(10)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、
(11)運転者に対する指導監督の記録義務違反(安全規則第10条第1項)

5 5

貨物 2023 2 27
株式会社LINEHEART(法
人番号9260001034293)
代表者岩本明久

岡山県倉敷市林1906番
地1

本社営業所
岡山県倉敷市林
1906番地1

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和5年1月27日及び同年2月17日、情報提供を端緒として監査を実施。
2件の違反が認められた。(1）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第8条第1項）、（2）運転
者台帳の記載事項義務違反（安全規則第9条の5第1項）

0 0



タクシー 2023 2 28

株式会社ＨｅｉｗａＴａ
ｘｉＣｏｒｐ．(法人番
号6260001033463)代表
者大久保泰造

岡山県岡山市中区平井6
丁目15番34号

倉敷営業所
岡山県倉敷市東
町10-52

輸送施設の使用停止
(60日車)及び文書警
告

道路運送法第27条第
3項

令和4年5月24日及び同年6月22日、情報提供を端緒として監査を実施。
3件の違反が認められた。(1)点呼の実施義務違反（旅客自動車運送事業
運輸規則（以下「運輸規則」）第24条第1項及び第2項）、(2)点呼の記
録事項義務違反（運輸規則第24条第5項）、(3)点呼の不実記録（運輸
規則第24条第5項）

6 6

タクシー 2023 2 28

株式会社ＩＳＯＧＡＮＫ
ＡＩ(法人番号
6240001056383)代表者
福庭友広

広島県廿日市市上平良
133番地1

本社営業所
広島県廿日市市
上平良133番地1

輸送施設の使用停止
(20日車)及び文書警
告

道路運送法第27条第
3項

令和4年5月27日及び同年7月27日、情報提供を端緒として監査を実施。
5件の違反が認められた。(1）点呼の記録事項義務違反（旅客自動車運
送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第24条第5項）、（2）乗務等の
記録事項義務違反（運輸規則第25条第3項）、（3）乗務員台帳の記載
事項義務違反（運輸規則第37条第1項）、（4）整備管理者の研修受講
義務違反（運輸規則第46条）、（5）運行管理者の講習受講義務違反
（運輸規則第48条の4第1項）

2 2

貨物 2023 2 2
有限会社山下運送（法人
番号6480002006603）
代表者山下祐司

徳島県名西郡石井町石
井字石井1797番地

本社営業所
徳島県名西郡石
井町石井字石井
1797

輸送施設の使用停止
（30日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号、第4項

令和4年11月11日及び同年同月29日、労働局と合同で監査を実施したと
ころ、5件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が不
適切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度を超え、また所
定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4
項）、(2)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、1箇月の拘束
時間の限度を超えて乗務していた者があったこと（安全規則第3条第4
項）、(3)運転者に対する点呼が確実になされていなかったこと（安全
規則第7条第1項、第2項、第3項）、(4)運転者に対する点呼の実施結果
の記録内容が不適切であったこと（安全規則第7条第5項）、(5)運転者
台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと（安全規則
第9条の5第1項）

3 3

貨物 2023 2 9
有限会社奈良商事（法人
番号1470002015205）
代表者奈良恵丞

香川県坂出市林田町
3245-3

本社営業所
香川県坂出市林
田町3186番地9

輸送施設の使用停止
（30日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号、第4項

令和4年11月11日、公安委員会からの通報を端緒として監査を実施した
ところ、8件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が
不適切であり、連続運転時間の限度を超えて乗務していた者があった
こと（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第
4項）、(2)運転者に対する点呼が確実になされていなかったこと（安全
規則第7条第1項、第2項、第3項）、(3)運転者に対する点呼の実施結果
の記録内容が不適切であったこと（安全規則第7条第5項）、(4)運転者
の乗務について定められた事項の記録が不適切であったこと（安全規
則第8条）、(5)運転者台帳の作成が確実になされていなかったこと（安
全規則第9条の5第1項）、(6)運転者台帳について定められた事項の記
録が不適切であったこと（安全規則第9条の5第1項）、(7)事業用自動
車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が不
適切であったこと（安全規則第10条第1項）、(8)新たに雇い入れした
運転者及び高齢運転者に対して事業用自動車の運行の安全を確保する
ために遵守すべき事項についての特別な指導が不適切であったこと
（安全規則第10条第2項）

3 3

貨物 2023 2 13

有限会社宮窪総合運送
（法人番号
7500002020014）代表
者渡部伸吾

愛媛県今治市吉海町名
2690番地

今治営業所
愛媛県今治市ク
リエイティブヒ
ルズ5番地2

輸送施設の使用停止
（90日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号、第4項

令和4年9月13日及び同年11月11日、労働局と合同で監査を実施したと
ころ、8件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が不
適切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度を超え、乗務し
ていた者があったこと（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安
全規則」）第3条第4項）、(2)運転者の過労防止に関する措置が不適切
であり、運転者が一の運行における最初の勤務を開始してから最後の
勤務を終了するまでの時間が144時間を超えていた者がいたこと（安全
規則第3条第4項）、(3)運転者に対する点呼の実施結果の記録が確実に
なされていなかったこと（安全規則第7条第5項）、(4)運転者に対する
点呼の記録の保存が確実になされていなかったこと（安全規則第7条第
5項）、(5)運転者の乗務について定められた事項の記録が不適切であっ
たこと（安全規則第8条）、(6)運転者台帳の作成が確実になされていな
かったこと（安全規則第9条の5第1項）、(7)高齢運転者に対して事業
用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項についての特
別な指導が不適切であったこと（安全規則第10条第2項）、(8)高齢運
転者に対して法令で定められた適性診断を受診させていなかったこと
（安全規則第10条第2項）

9 9

貨物 2023 2 24

くるしま運送有限会社
（法人番号
1500002018170）代表
者長谷部正利

愛媛県今治市東鳥生町
5-16

本社営業所
愛媛県今治市東
鳥生町5-16

輸送施設の使用停止
（40日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法第9条第3項前段、
第17条第1項第1
号、第2号、第4項

令和4年8月3日及び同年10月14日、（貨物）自動車運送事業に関する監
査方針に基づき監査を実施したところ、5件の違反が確認された。(1)営
業所に配置する車両数等の変更を届け出ていなかったこと（貨物自動
車運送事業法施行規則第6条第1項第1号）、(2)運転者の過労防止に関
する措置が不適切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度を
超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者
があったこと（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）、(3)運転者の過労防止に関する措置が不適切であ
り、1箇月の拘束時間の限度を超えて乗務していた者があったこと（安
全規則第3条第4項）、(4)整備管理者に対して、法令で定められた研修
を受講させていなかったこと（安全規則第3条の4）、(5)事業用自動車
の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督の記録
に記載すべき事項が不適切であったこと（安全規則第10条第1項）

4 4

貨物 2023 2 28
綾川運輸株式会社（法人
番号2470001006996）
代表者浜崎孝

香川県綾歌郡綾川町萱
原517番地12

本社営業所
香川県高松市香
南町西庄318-6

輸送施設の使用停止
（70日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号、第2号、第4項、
道路運送車両法第48
条、第49条

令和4年11月22日及び同年12月2日、利用者等からの苦情等を端緒とし
て監査を実施したところ、10件の違反が確認された。(1)運転者の過労
防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間
の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務し
ていた者があったこと（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安
全規則」）第3条第4項）、(2)運転者の過労防止に関する措置が不適切
であり、1箇月の拘束時間の限度を超えて乗務していた者があったこと
（安全規則第3条第4項）、(3)事業用自動車の定期点検整備等を実施し
ていなかったこと（安全規則第3条の2）、(4)事業用自動車の定期点検
整備の記録の保存が確実になされていなかったこと（安全規則第3条の
2）、(5)運転者に対する点呼が確実になされていなかったこと（安全規
則第7条第1項、第2項、第3項）、(6)運転者に対する点呼の実施結果の
記録内容が不適切であったこと（安全規則第7条第5項）、(7)運転者の
乗務について定められた事項の記録が不適切であったこと（安全規則
第8条）、(8)運行記録計による記録が確実になされていなかったこと
（安全規則第9条）、(9)運転者台帳の作成が確実になされていなかった
こと（安全規則第9条の5第1項）、(10)運転者台帳について定められた
事項の記録が不適切であったこと（安全規則第9条の5第1項）

7 7



貨物 2023 2 28

高瀬ロジスティクス株式
会社（法人番号
3500001008914）代表
者髙瀬宏之

愛媛県西条市新田75-1 本社営業所
愛媛県西条市新
田75-1

輸送施設の使用停止
（40日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号、第2号、第4項、
道路運送車両法第52
条

令和4年11月11日及び同年同月21日、第一当死亡事故を端緒として監査
を実施したところ、5件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関
する措置が不適切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度を
超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者
があったこと（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）、(2)運転者の過労防止に関する措置が不適切であ
り、1箇月の拘束時間の限度を超えて乗務していた者があったこと（安
全規則第3条第4項）、(3)運転者の過労防止に関する措置が不適切であ
り、運転者が一の運行における最初の勤務を開始してから最後の勤務
を終了するまでの時間が144時間を超えていた者がいたこと（安全規則
第3条第4項）、(4)整備管理者の変更の届出をしていなかったこと（安
全規則第3条の2）、(5)新たに雇い入れした運転者及び高齢運転者に対
して事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項につ
いての特別な指導が不適切であったこと（安全規則第10条第2項）

4 4

タクシー 2023 2 10 鳥飼勝美 福岡県福岡市東区
TORIKAITA
XI営業所

福岡県福岡市東
区

輸送施設の使用停止
（44日車）

道路運送法第13条
令和4年12月12日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)運送引受義
務違反（道路運送法第13条）

5 5

貨物 2023 2 22
株式会社雄生ライン(法
人番号1290001085878)
代表者橋本雄生

福岡県太宰府市大字北
谷299番地6

本社営業所
福岡県太宰府市
大字北谷299番地
6

輸送施設の使用停止
（60日車）文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項第1号、
法第17条第4項

令和4年7月26日、監査実施。7件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規
則」)第3条第4項)、(2)疾病、疲労等のおそれのある乗務(安全規則第3
条第6項)、(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(4)点呼の記録義
務違反(安全規則第7条第5項)、(5)運転者に対する指導監督違反(安全規
則第10条第1項)、(6)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記
録保存違反(安全規則第10条第1項)、(7)運転者に対する指導監督の記録
事項義務違反(安全規則第10条第1項)

6 6

貨物 2023 2 2
合名会社国陽運輸(法人
番号7360003003916)代
表者安里悟

沖縄県中頭郡北中城村
熱田2027-2

本社営業所
沖縄県中頭郡北
中城村熱田2027-
2

輸送施設の停止（20
日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和4年9月7日、適正化実施機関が行った巡回指導の評価結果を勘案し
監査実施。2件の違反が認められた。(1)過労運転の防止措置義務違反
（貨物自動車運送事業法輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第6
項）、(2)初任運転者に対する運転適性診断の受診義務違反(安全規則第
10条第2項)

2 2

貸切バス 2023 4 18

グランド・Ｋ株式会社
（法人番号
2030001093435）代表
者金子登美雄

埼玉県入間郡毛呂山町
大字西戸828

本社営業所
埼玉県入間郡毛
呂山町大字西戸
828

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第３８条第
１項

令和5年1月30日及び令和5年2月13日、定期的な監査を実施。1件の違
反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送
事業運輸規則第38条第1項)

0 0

貸切バス 2023 4 18

株式会社小山中央観光バ
ス（法人番号
9060001014118）代表
者中島弘子

栃木県小山市大字雨ヶ
谷741-1

本社営業所
栃木県小山市大
字雨ヶ谷741-1

輸送施設の使用停止
（100日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第7条の2第
1項

令和4年6月20日及び令和4年7月26日、定期的な監査を実施。4件の違
反が認められた。(1)運送引受書の交付義務違反(旅客自動車運送事業運
輸規則(以下｢運輸規則｣)第7条の2第1項)､(2)疾病のおそれのある乗務
(運輸規則第21条第5項)､(3)高齢運転者に対する特別な指導義務違反(運
輸規則第38条第2項)､(4)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運
輸規則第38条第2項)

10 10

貸切バス 2023 4 19
株式会社荒河観光（法人
番号1190001004039)代
表者小林真輝

三重県亀山市菅内町
1450番地

亀山営業所
三重県亀山市菅
内町字南野1450
番地

文書警告(処分日車数
10日車のため､一般貸
切旅客自動車運送事
業者に対する行政処
分等の基準3.(6)によ
る)

道路運送法第29条
令和4年11月30日、監査方針に基づき、監査を実施。2件の違反が認め
られた。(1)自動車事故報告書未届(道路運送法第29条)､(2)事業報告書
及び輸送実績報告書未提出（道路運送法第94条第1項）

2 1

貨物 2022 7 13
株式会社河村重機（法人
番号5120901022555）
代表者河村勉

大阪府豊中市岡町南3丁
目5番50号

本社
大阪府茨木市藤
の里1-10-16

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和4年5月31日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。6件
の違反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運
転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）点呼の
実施違反【未実施】（安全規則第7条第1項～第3項）、（3）（4）点呼
の記録違反【記録】【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、
（5）乗務等の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第8条）、
（6）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指
導及び監督の指針」による運転者に対する指導及び監督違反【一部不
適切】（安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2022 7 4
尾松運送株式会社（法人
番号1120001009374）
代表者加藤多恵子

大阪府大阪市住之江区
平林北2-9-57

本店
大阪府大阪市住
之江区平林北2-
9-57

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和4年6月6日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。1件
の違反が認められた。（1）乗務等の記録違反【記載事項等の不備】
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条）

0 0

貸切バス 2023 4 25

有限会社道南ビジネスサ
ポート（法人番号１４３
０００２０６１０７９）
代表者佐久間聡史

北海道苫小牧市新明町
２丁目６番５号

本社営業所
北海道苫小牧市
新明町２丁目６
番５号

輸送施設の使用停止
（８０日車）及び文
書警告

道路運送法（以下
「法」）第９条の２
第１項、法第２２条
の２第１項、道法第
２７条第３項、法第
９５条

令和４年１１月７日及び令和４年１２月２７日、その他事故、法令違
反、事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。６件の違反が認め
られた。（１）運賃料金変更事前届出義務違反（道路運送法（以下
「法」）第９条の２第１項）、（２）安全管理規程届出義務違反（法
第２２条の２第１項）、（３）点呼の記録事項義務違反（旅客自動車
運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第２４条第５項）、（４）運
転者に対する指導監督の記録事項違反（運輸規則第３８条第１項）、
（５）運転者に対する特別な指導義務違反（運輸規則第３８条第２
項）、（６）自動車に関する表示義務違反（法第９５条）

8 8

タクシー 2023 3 22

金星自動車株式会社（法
人番号１４３０００１０
０４２８６）代表者吉野
僚哲

北海道札幌市清田区北
野１条１丁目９番１号

千歳営業所
北海道千歳市朝
日町３丁目２０
番２

輸送施設の使用停止
（１０日車）及び文
書警告

道路運送法（以下
「法」）第２０条、
道法第２７条第３項

令和５年１月２３日、公安委員会からの通報等を端緒として監査を実
施。４件の違反が認められた。（１）営業区域外旅客運送違反（道路
運送法第２０条）、（２）疾病・疲労等のおそれのある乗務（旅客自
動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第２１条第５項）、
（３）運転者に対する指導監督義務違反（運輸規則第３８条第１
項）、（４）運転者に対する指導監督の記録事項義務違反（運輸規則
第３８条第１項）

1 1

タクシー 2023 3 22

有限会社振内交通（法人
番号８４３０００２０６
３０３６）代表者樋屋比
呂志

北海道沙流郡平取町振
内町２７番地２２

千歳営業所
北海道千歳市
美々７５８番地
１８０

文書警告
道道路運送法第２７
条第３項

令和５年２月７日、事業規模拡大を端緒として監査を実施。６件の違
反が認められた。（１）点呼の実施義務違反（旅客自動車運送事業運
輸規則（以下「運輸規則」）第２４条第１項、第２項）、（２）点呼
の記録事項義務違反（運輸規則第２４条第５項）、（３）乗務等の記
録事項義務違反（運輸規則第２５条第３項、第４項）、（４）運転者
に対する指導監督義務違反（運輸規則第３８条第１項）、（５）運転
者に対する指導監督の記録事項義務違反（運輸規則第３８条第１
項）、（６）点検整備等記録簿の記載義務違反（運輸規則第４５条第
２号）

0 0

乗合バス 2023 3 20

くしろバス株式会社（法
人番号２４６０００１０
００５１３）代表者深谷
晋也

北海道釧路市文苑２丁
目１番地１号

厚岸営業所
北海道厚岸郡厚
岸町字宮園１丁
目７番地

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

令和４年１１月１６日、長期未監査を端緒として監査を実施。１件の
違反が認められた。（１）乗務員台帳の記載事項義務違反（旅客自動
車運送事業運輸規則第３７条第１項）

0 0

貨物 2023 3 1
株式会社mission（法人
番号1370601003405）
代表者日野克美

宮城県宮城郡利府町青
山3丁目31番地2

本社営業所
宮城県仙台市宮
城野区蒲生3丁目
4番地7

文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第4項

令和5年2月13日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、2件の違
反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送
事業輸送運輸規則（以下｢安全規則｣）第3条第4項）、（2）運転者に対
する指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2023 3 6

株式会社東北自動車販売
（法人番号
3380001010346）代表
者橋本一男

福島県西白河郡泉崎村
大字太田川字岩崎7番地

本社営業所
福島県西白河郡
泉崎村大字踏瀬
字火灯池3-1

輸送施設の使用停止
（10日車）及び文書
警告

法第17条第1項第1
号、法第17条第4項

令和4年7月7日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、4件の違
反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反（安全規則第3条第
4項）、（2）点呼の記録義務違反（安全規則第7条第5項）、（3）運転
者台帳の作成義務違反（安全規則第9条の5第1項）、（4）運転者に対
する指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）

1 1



貨物 2023 3 6

株式会社ﾔﾏｷ産業運輸
（法人番号
2400501000910）代表
者畠山竹雄

岩手県一関市藤沢町増
沢字長羽39番地4

本社営業所
岩手県一関市藤
沢町増沢字長羽
39-4

文書警告 法第17条第4項
令和5年3月6日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、1件の違
反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第
10条第1項）

0 0

貨物 2023 3 7
有限会社安藤運輸（法人
番号4390002008445）
代表者安藤政則

山形県東田川郡庄内町
提興屋字中島55番地

本社営業所

山形県東田川郡
庄内町提興屋字
中島55（旧余目
町）

文書警告 法第17条第4項
令和5年2月27日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、1件の違
反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第
10条第1項）

0 0

貨物 2023 3 8
株式会社梅沢運送（法人
番号7380001019474）
代表者梅沢斉

福島県福島市岡島字砂
入11-3酒井ﾋﾞﾙ1F

本社営業所
福島県福島市岡
島字砂入11-3酒
井ﾋﾞﾙ1F

輸送施設の使用停止
（38日車）及び文書
警告

法第17条第1項第1
号、法第17条第1項
第2号、法第17条第
4項、道路運送車両
法第47条の2

令和4年1月27日及び2月15日、監査方針を端緒として監査を実施した結
果、11件の違反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反（安
全規則第3条第4項）、（2）日常点検の未実施【未実施回数6回以上15
回未満】（安全規則第3条の2及び道路運送車両法第47条の2）、（3）
日常点検の未実施【未実施回数15回以上】（安全規則第3条の2及び道
路運送車両法第47条の2）、（4）点呼の実施義務違反【一部実施不適
切】（安全規則第7条第1項）、（5）点呼の実施義務違反【未実施20件
以上49件以下】（安全規則第7条第1項、第2項）、（6）運転者台帳の
作成義務違反【5名以下作成なし】（安全規則第9条の5第1項）、（7）
運転者台帳の作成義務違反【記載事項等の不備】（安全規則第9条の5
第1項）、（8）運転者の指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）、
（9）運転者の指導監督の記録義務違反（安全規則第10条第1項）、
（10）高齢運転者に対する指導義務違反（安全規則第10条第2項）、
（11）初任運転者及び高齢運転者に対する運転適性診断受診義務違反
（安全規則第10条第2項）

4 4

貨物 2023 3 13
株式会社ｸﾆﾖｼ（法人番号
4380001021128）代表
者矢内正人

福島県須賀川市横山町
98番地5

いわき営業
所

福島県いわき市
小名浜住吉字袋6
番地1

輸送施設の使用停止
（30日車）及び文書
警告

法第17条第1項第1
号、法第17条第4項

令和4年7月25日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、6件の違
反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反（安全規則第3条第
4項）、（2）疾病、疲労のおそれのある乗務（安全規則第3条第6
項）、（3）点呼の記録義務違反（安全規則第7条第5項）、（4）運転
者台帳の作成義務違反（安全規則第9条の5第1項）、（5）運転者に対
する指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）、（6）初任運転者に
対する運転適性診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）

3 3

貨物 2023 3 17
有限会社三森興産（法人
番号9020002040331）
代表者三森東亜

神奈川県横浜市鶴見区
駒岡1丁目29番45号

福島営業所
福島県安達郡大
玉村大山字荒池
15

輸送施設の使用停止
（20日車）及び文書
警告

法第17条第1項第1
号、法第17条第4項

令和4年9月5日及び10月6日、監査方針を端緒として監査を実施した結
果、5件の違反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反（安全
規則第3条第4項）、（2）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項、
第2項、第3項）、（3）乗務等の記録義務違反（安全規則第8条）、
（4）運転者台帳の作成義務違反（安全規則第9条の5第1項）、（5）運
転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）

2 2

貨物 2023 3 17

ｴｽ･ﾋﾞｰ･ｴｽ物流株式会社
（法人番号
5390001006762）代表
者石川英春

山形県酒田市田沢字中
村18番1

本社営業所
山形県酒田市北
浜町39

文書警告 法第17条第4項
令和5年3月13日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、1件の違
反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第
10条第1項）

0 0

貨物 2023 3 22

有限会社ｳｲﾝｸﾞ･ﾄﾗｽﾄ（法
人番号
2370202003869）代表
者佐藤ちくさ

宮城県加美郡加美町字
漆沢宿17番地

色麻営業所
宮城県加美郡色
麻町四竃字東原
291-2

輸送施設の使用停止
（35日車）及び文書
警告

法第17条第1項第1
号、法第17条第1項
第2号、法第17条第
4項、道路運送車両
法第48条

令和4年6月21日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、9件の違
反が認められた｡（1）疾病、疲労のおそれのある乗務（安全規則第3条
第6項）、（2）定期点検整備等の未実施（道路運送車両法第48条）、
（3）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項、第2項）、（4）点呼
の記録義務違反（安全規則第7条第5項）、（5）運転者台帳の作成義務
違反【5名以下作成なし】（安全規則第9条の5第1項）、（6）運転者台
帳の作成義務違反【記載事項等の不備】（安全規則第9条の5第1項）、
（7）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）、
（8）初任運転者に対する指導義務違反（安全規則第10条第2項）、
（9）初任運転者に対する運転適性診断受診義務違反（安全規則第10条
第2項）

4 4

貨物 2023 3 22
株式会社ﾃｨｰｴﾑﾗｲﾝ（法人
番号3370001040204）
代表者玉手健治

宮城県角田市江尻巻向
136番地2

本社営業所
宮城県角田市江
尻巻向136番地2

輸送施設の使用停止
（120日車）及び文書
警告

法第8条第1項、法第
17条第1項第1号、
法第17条第1項第2
号、法第17条第4
項、道路運送車両法
第48条

令3年10月21日、令和4年1月14日及び3月3日、監査方針を端緒として
監査を実施した結果、12件の違反が認められた｡（1）自動車車庫の位
置及び収容能力違反（貨物自動車運送事業法施行規則(以下｢施行規則｣)
第2条第1項第4号）、（2）乗務時間等の基準の遵守違反（安全規則第3
条第4項）（3）疾病、疲労のおそれのある乗務（安全規則第3条第6
項）、（4）定期点検整備等の未実施（道路運送車両法第48条）、
（5）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項、第2項）、（6）乗務
等の記録義務違反（安全規則第8条）、（7）運行記録計による記録義
務違反（安全規則第9条）、（8）運転者台帳の作成義務違反【5名以下
作成なし】（安全規則第9条の5第1項）、（9）運転者台帳の作成義務
違反【記載事項等の不備】（安全規則第9条の5第1項）、（10）運転者
に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）、（11）初任運転
者に対する指導義務違反（安全規則第10条第2項）、（12）初任運転者
に対する運転適性診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）

12 12

貨物 2023 3 22
株式会社ﾜｺｰ（法人番号
4370501000540）代表
者菅原知永

宮城県気仙沼市本吉町
津谷新明戸279番地

本社営業所
宮城県気仙沼市
本吉町津谷新明
戸279

輸送施設の使用停止
（40日車）及び文書
警告

法第17条第1項第1
号、法第17条第4項

令和4年7月20日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、4件の違
反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反（安全規則第3条第
4項）、（2）点呼の記録義務違反（安全規則第7条第5項）、（3）運行
指示書の作成義務違反（安全規則第9条の3第1項）、（4）運転者に対
する指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）

4 4

貨物 2023 3 22
株式会社恵豊ﾛｼﾞ（法人
番号1380001029264）
代表者山田駿

福島県郡山市田村町金
谷孫右ｴ門平92番地

本社営業所
福島県郡山市字
石塚56番地4

輸送施設の使用停止
（40日車）及び文書
警告

法第17条第1項第1
号、法第17条第4項

令和4年6月21日及び7月12日、監査方針を端緒として監査を実施した結
果、7件の違反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反（安全
規則第3条第4項）、（2）疾病･疲労等のおそれのある乗務（安全規則
第3条第6項）、（3）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項、第2
項）、（4）点呼の記録義務違反（安全規則第7条第5項）、（5）乗務
等の記録義務違反（安全規則第8条）、（6）運転者に対する指導監督
義務違反（安全規則第10条第1項）、（7）初任運転者に対する運転適
性診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）

4 4

貨物 2023 3 27
株式会社ﾈｷｽﾄｲｰｽﾄ（法人
番号4010601057608）
代表者田中正男

東京都墨田区向島1丁目
32番地7号KSﾋﾞﾙ5階

八戸営業所
青森県上北郡お
いらせ町上前田
97番地1-2F

輸送施設の使用停止
（20日車）及び文書
警告

法第17条第1項第1
号、法第17条第4項

令和4年9月13日及び27日、監査方針を端緒として監査を実施した結
果、3件の違反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反（安全
規則第3条第4項）、（2）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項、
第2項、第3項）、（3）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第
10条第1項）

2 2

貨物 2023 3 27
株式会社丸祐運送（法人
番号9420001009519）
代表者田沢祐司

青森県弘前市大字高田3
丁目6番地11

秋田営業所
秋田県秋田市飯
島字穀丁大谷地
1-26

輸送施設の使用停止
（30日車）及び文書
警告

法第9条第3項、法第
17条第1項第2号、
法第17条第4項、道
路運送車両法第49条

令和4年10月4日、20日及び11月14日、監査方針を端緒として監査を実
施した結果、8件の違反が認められた｡（1）各営業所に配置する事業用
自動車の種別ごとの数違反（施行規則第6条第1項第1号）、（2）点検
整備記録簿等の記載違反（安全規則第3条の2及び道路運送車両法第49
条）、（3）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項、第2項）、
（4）点呼の記録義務違反（安全規則第7条第5項）、（5）運転者台帳
の作成義務違反（安全規則第9条の5第1項）、（6）運転者に対する指
導監督義務違反（安全規則第10条第1項）、（7）初任運転者に対する
指導義務違反（安全規則第10条第2項）、（8）初任運転者に対する運
転適性診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）

3 3



貨物 2023 3 27
株式会社丸祐運送（法人
番号9420001009519）
代表者田沢祐司

青森県弘前市大字高田3
丁目6番地11

盛岡営業所
岩手県盛岡市黒
川23地割65-2

輸送施設の使用停止
（40日車）及び文書
警告

法第9条第3項、法第
17条第4項

令和4年10月5日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、4件の違
反が認められた｡（1）各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの
数違反（施行規則第6条第1項第1号）、（2）点呼の記録義務違反（安
全規則第7条第5項）、（3）運転者に対する指導監督義務違反（安全規
則第10条第1項）、（4）死亡事故を惹起した運転者に対する指導義務
違反（安全規則第10条第2項）、（5）死亡事故を惹起した運転者に対
する運転適性診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）

8 4

貸切バス 2023 3 15

いやさか自動車株式会社
（法人番号
6420001011782）代表
者田村七郎

青森県上北郡六ヶ所村
大字尾駮字家ﾉ前76番地
4

本社第二営
業所

青森県上北郡
六ヶ所村大字平
沼字二階坂100-2

文書警告（処分日車
数20日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3.
（6）による）

道路運送法第27条第
3項

令和5年2月14日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、1件の違
反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反（旅客自動車
運送事業運輸規則（以下｢運輸規則｣）第38条第1項）

0 0

貸切バス 2023 3 17

有限会社大上観光ﾊﾞｽ
（法人番号
9370502000139）代表
者小山嘉子

宮城県気仙沼市古町1丁
目3番41号

本社営業所
宮城県気仙沼市
古町1丁目305番
地1号

輸送施設の使用停止
（60日車）及び文書
警告

道路運送法第9条の2
第1項、道路運送法
第27条第3項

令和4年11月24日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、3件の
違反が認められた｡（1）運賃料金変更事前届出違反（道路運送法第9条
の2第1項）、（2）運送引受書の記録義務違反（運輸規則第7条の2第1
項）、（3）運転者に対する指導監督の記録義務違反（運輸規則第38条
第1項）

6 6

貨物 2023 3 16

パイオニア運輸株式会社
（法人番号
5230001008386）代表
者岩﨑弥一

富山県砺波市千保170番
地の1

本社営業所
富山県砺波市千
保162-4

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第4項

令和5年2月2日、監査実施。5件の違反が認められた。（1）点呼の記録
記載不備（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第7
条第5項）（2）乗務等の記録記載不備（安全規則第8条）（3）運転者
台帳の記載不備（安全規則第9条の5第1項）（4）運転者に対する指導
監督違反（安全規則第10条第1項）（5）特定の運転者に対する適性診
断受診義務違反（安全規則第10条第2項）

2 2

貨物 2023 3 17

荻生運輸倉庫株式会社
（法人番号
8230001015132）代表
者吉﨑浩明

富山県黒部市荻生588番
地1

本社営業所
富山県黒部市荻
生588番地1

輸送施設の使用停止
（50日車）

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項及び同条
第4項

令和3年11月17日、監査実施。4件の違反が認められた。（1）乗務時間
等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）（2）１箇月の拘束時間に関する違反（安全規則第
3条第4項）（3）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1～3項）（4）
点呼の記録記載不備（安全規則第7条第5項）

5 5

貨物 2023 3 22
株式会社産業運輸（法人
番号5110001007012）
代表者小西光男

新潟県新潟市南区茨曽
根8111番

本社営業所
新潟県新潟市南
区茨曽根8111番

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項及び同条
第4項

令和5年1月19日、監査実施。4件の違反が認められた。（1）乗務時間
等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）（2）点呼の記録義務違反（安全規則第7条第5項）
（3）運転者台帳の記載不備（安全規則第9条の5第1項）（4）運転者に
対する指導監督の記録記載不備（安全規則第10条第1項）

1 1

貨物 2023 3 27

株式会社フェニックス物
流（法人番号
4110001022235）代表
者小山一浩

新潟県長岡市東高見2丁
目2番28

新潟営業所
新潟県新潟市北
区太郎代居浦
643-1

文書警告
貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第4項

令和5年1月18日、監査実施。2件の違反が認められた。（1）点呼の実
施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）
第7条第1、2項）（2）点呼の記録記載不備（安全規則第7条第5項）

0 0

貸切バス 2023 4 25
株式会社ＧｏＧｏ（法人
番号7010401116131）
代表者西山政孝

東京都港区虎ノ門5-3-1 本社営業所
東京都港区虎ノ
門5-3-1

文書警告（処分日車
数40日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第３８条第
２項

令和4年11月21日及び令和4年12月23日、定期的な監査を実施。2件の
違反が認められた。(1)初任運転者に対する特別な指導義務違反(旅客自
動車運送事業運輸規則第38条第2項)､(2)報告義務違反(運送法第94条第
1項)

4 4

貸切バス 2023 4 25

もてぎ交通株式会社（法
人番号
7060001009771）代表
者川田祐一

栃木県芳賀郡茂木町茂
木45

本社営業所
栃木県芳賀郡茂
木町茂木45

文書警告（処分日車
数10日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第２１条第
１項

令和5年2月1日及び令和5年2月28日、定期的な監査を実施。2件の違反
が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸
規則(以下｢運輸規則｣)第21条第1項)､(2)運行管理者に対する指導監督義
務違反(運輸規則第48条の3)

1 1

貨物 2023 3 7

有限会社ヤマト梱包（法
人番号
3010802014986）代表
者：佐藤美智代

東京都大田区南馬込４
－４３－９

本社

神奈川県横浜市
神奈川区羽沢南
２－３８－１０
１Ｆ

輸送施設の使用停止
（205日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の2、道路運送車両
法第48条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年5月13日、同年6
月15日及び同年8月16日、監査を実施。14件の違反が認められた。(1)
乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第
4項）、(2)疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第3条第6項）、(3)点呼記録の記載事項違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第7条第5項）、(4)乗務等記録の記載事項違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第8条）、(5)運行記録計による記録義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第9条）、(6)運転者に対する指導監督違反
等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、(7)高齢運転者
に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項）、(8)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第10条第2項）、(9)定期点検整備の実施違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第48条）、
(10)整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第3条の4）、(11)運行管理者に対する指導及び監督違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第22条）、(12)運行管理者の講習受講義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項）、(13)事業計画の変
更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、(14)報告義務違反
（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

21 21

貨物 2023 3 14 岡部治仁
群馬県邑楽郡千代田町
大字瀬戸井２１１－１

本店
群馬県邑楽郡千
代田町大字瀬戸
井２１１－１

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
法第24条の4、貨物
自動車運送事業法施
行規則第14条第2号

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年7月7日、監査を
実施。5件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、(2)点呼記録の記載事項違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）、(3)高齢運転者に対
する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、
(4)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第2項）、(5)事業の適確な遂行に係る遵守事項のう
ち社会保険等未加入（貨物自動車運送事業法第24条の4、貨物自動車運
送事業法施行規則第14条第2号）

6 6

貨物 2023 3 14
有限会社今橋商店（法人
番号4050002032297）
代表者：今橋勝

茨城県北茨城市関本町
関本中２６７－６

本社
茨城県北茨城市
関本町関本中２
６７－６

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和4年6
月30日、監査を実施。10件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の
遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、(2)点呼の
実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(3)乗務等
記録の記載事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条）、(4)運
行指示書の作成義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3
第1～3項）、(5)運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第1項）、(6)事故惹起・初任運転者に対する指導監
督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、(7)事故惹
起運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第2項）、(8)点検整備記録簿の記録義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第49条）、(9)事業
計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）、(10)報告義
務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

3 3



貨物 2023 3 14

株式会社諸田トラフィッ
ク（法人番号
3070001020517）代表
者：諸田俊之

群馬県太田市小舞木町
２０１－１

本社
群馬県太田市小
舞木町２０１－
１

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年6月21日、監査
を実施。4件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、(2)点呼記録の記載事項違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）、(3)乗務等記録の
記載事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条）、(4)運転者に
対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1
項）

2 2

貨物 2023 3 14

喜多野通舞総業有限会社
（法人番号
7070002018003）代表
者：茂木一喜

群馬県藤岡市中大塚７
３８－５

本社
群馬県藤岡市東
平井１７４９－
１３

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年6月28日、監査
を実施。4件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、(2)点呼の実施義務違反等
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(3)運転者に対する指導監
督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、(4)初任運
転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第10条第2項）

1 1

貨物 2023 3 14

サンライズ株式会社（法
人番号
7021001047757）代表
者：石井友章

神奈川県小田原市西大
友２８４－１８

小田原
神奈川県小田原
市西大友２８４
－１８

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

無免許運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和5年
2月9日、監査を実施。2件の違反が認められた。(1)疾病のおそれのあ
る乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、(2)初任運転
者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第10条第2項）

0 0

貨物 2023 3 22
北杜有限会社（法人番号
2090002014491）代表
者：戸田貴喜

山梨県北杜市小淵沢町
上笹尾４６６－１

本社
山梨県北杜市小
淵沢町上笹尾４
６６－１

輸送施設の使用停止
（90日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年7月13日及び同
年8月26日、監査を実施。8件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示
の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、(2)点呼
の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(3)運行
記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9
条）、(4)運行指示書の作成義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第9条の3）、(5)運行指示書の記載事項違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第9条の3）、(6)運転者に対する指導監督違反等（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、(7)整備管理者の研修受講義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4）、(8)運行管理者
の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項）

9 9

貨物 2023 3 22

キクショウ運輸有限会社
（法人番号
3050002008298）代表
者：菊地義弘

茨城県ひたちなか市足
崎４１６

本社
茨城県ひたちな
か市大字足崎４
１６

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和4年7
月21日、監査を実施。3件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の
遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、(2)点呼の
実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(3)運行指
示書の作成義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1～
3項）

4 4

貨物 2023 3 22
有限会社大日興産（法人
番号6040002078018）
代表者：石田和己

千葉県東金市小野１５
８３－１

本社
千葉県東金市小
野１５８３－１

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和4年7
月13日、監査を実施。6件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の
遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、(2)疾病の
おそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、
(3)点呼記録の記載事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第
5項）、(4)事故の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9
条の2）、(5)運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第1項）、(6)報告義務違反（貨物自動車運送事業法第
60条第1項）

1 1

貨物 2023 3 28

有限会社アロートランス
ポート（法人番号
3010802000846）代表
者：小知和憲二

神奈川県横須賀市武２
－６－５

本社
神奈川県横須賀
市武２－６－５

輸送施設の使用停止
（275日車）、輸送の
安全確保命令

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第5項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年6月24日、同年7
月22日及び同年8月29日、監査を実施。16件の違反が認められた。(1)
疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6
項）、(2)点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条
第1～3項）、(3)点呼記録の不実記載（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条第5項）、(4)乗務等の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第8条）、(5)乗務等記録の記載事項違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第8条）、(6)乗務等記録の不実記載（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第8条）、(7)運転者台帳の作成義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第9条の5第1項）、(8)運転者に対する指導監督違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、(9)高齢運転者に
対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項）、(10)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第10条第2項）、(11)定期点検整備の実施違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第48条）、
(12)整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第3条の4）、(13)運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第23条第1項）、(14)事業計画の変更認可違反（貨物自
動車運送事業法第9条第1項）、(15)事業の適確な遂行に係る遵守事項
のうち社会保険等未加入（貨物自動車運送事業法第24条の4、貨物自動
車運送事業法施行規則第14条第2号）、(16)報告義務違反（貨物自動車
運送事業法第60条第1項）

28 28

貨物 2023 3 28

株式会社サンライズ物流
（法人番号
9070002033660）代表
者：津久井栄二

群馬県館林市栄町２３
－１５

本社
群馬県館林市栄
町２３－１５

輸送施設の使用停止
（160日車）、輸送の
安全確保命令

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第8条
第1項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年7月11日及び同
年7月20日、監査を実施。7件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示
の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、(2)乗務
時間等告示なお書きの遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3
条第4項）、(3)点呼記録の記載事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第5項）、(4)乗務等記録の不実記載（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第8条）、(5)運行記録計による記録の不実記録（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第9条）、(6)運行指示書の作成義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1～3項）、(7)運転者に対する指
導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

16 16

貨物 2023 3 28
有限会社小島商運（法人
番号4021002051744）
代表者：小島達哉

神奈川県小田原市西酒
匂１－５－１３

本社
神奈川県小田原
市西酒匂１－５
－１３

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

無免許運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和4年
7月21日及び同年9月1日、監査を実施。5件の違反が認められた。(1)乗
務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4
項）、(2)点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条）、(3)乗務等記録の記載事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第8条）、(4)運行指示書の作成義務違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第9条の3第1～3項）、(5)運転者に対する指導監督違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

3 3

貨物 2023 3 28
株式会社ムソー（法人番
号5180001076554）代
表者：宮本真治

愛知県小牧市大草南４
３

東京
東京都江戸川区
臨海町４－３－
１

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

公安委員会からの通知を端緒として、令和4年9月20日、監査を実施。1
件の違反が認められた。(1)過積載運送（貨物自動車運送事業法第17条
第3項）

3 3

貨物 2023 3 28
丸藤運輸有限会社（法人
番号6050002003296）
代表者：須藤弘毅

茨城県水戸市大場町２
１８９－８

本社
茨城県水戸市大
場町２１８９－
８

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

公安委員会からの通知を端緒として、令和4年9月28日、監査を実施。1
件の違反が認められた。(1)過積載運送（貨物自動車運送事業法第17条
第3項）

3 3

貨物 2023 3 28

株式会社ロイヤルサービ
ス（法人番号
7011801018685）代表
者：高谷仁

東京都足立区堀之内２
－１１－１

ふじみ野
埼玉県ふじみ野
市長宮１－２－
２０

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和4年11
月30日、監査を実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対する指
導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0



貨物 2023 3 28

マルアサ梱包商会有限会
社（法人番号
5021002034343）代表
者：水野正勝

神奈川県愛甲郡愛川町
中津字桜台４０３２－
２

本社
神奈川県愛甲郡
愛川町中津字桜
台４０３２－２

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和4年11
月17日、監査を実施。2件の違反が認められた。(1)運転者に対する指
導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、(2)自
動車に関する表示義務違反（道路運送法第95条）

0 0

貨物 2023 3 30
株式会社誠和（法人番号
5070001017123）代表
者：成田英文

群馬県太田市大原町６
０－１

東京
東京都大田区平
和島６－１－１

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

無免許運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和5年
1月19日、監査を実施。2件の違反が認められた。(1)運転者に対する指
導監督記録の記載事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条
第1項）、(2)事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3
項）

0 0

タクシー 2023 3 7

株式会社ゴール・イン
ターナショナル（法人番
号6011101033213）代
表者クリスナハディブ
ディアント

東京都大田区久が原3-
13-4

本社
東京都大田区久
が原3-13-4

輸送施設の使用停止
（30日車）

道路運送法第15条1
項

令和4年8月10日、区域拡大を行ったことを端緒として監査を実施。5件
の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(道路運送法(以下､運
送法)第15条第1項)､(2)事業計画の事前変更届出違反(運送法第15条第3
項)､(3)運行管理者の解任届出違反(運送法第23条第3項)､(4)整備管理者
の変更の未届出(道路運送車両法第52条)､(5)報告義務違反(運送法第94
条第1項)

3 3

タクシー 2023 3 7
合同会社本多（法人番号
9012803001818）代表
者本多真

東京都江東区南砂2-17-
4

東京
東京都江東区南
砂2-17-4-101

輸送施設の使用停止
（30日車）

道路運送法第15条1
項

令和4年8月15日、法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として監査を
実施。5件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(道路運送
法(以下､運送法)第15条第1項)､(2)事業計画の事前変更届出違反(運送法
第15条第3項)､(3)運行管理者の解任届出違反(運送法第23条第3項)､(4)
整備管理者の変更の未届出(道路運送車両法第52条)､(5)報告義務違反
(運送法第94条第1項)

3 3

タクシー 2023 3 7

日興自動車交通株式会社
（法人番号
6011401004979）代表
者山本敏之

東京都板橋区加賀2-18-
13

本社
東京都板橋区加
賀2-18-13

輸送施設の使用停止
（10日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第2
項

令和4年4月14日及び令和4年4月25日、無免許運転があった旨公安委員
会からの通知を端緒として監査を実施。5件の違反が認められた。(1)乗
務時間等の基準の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規
則)第21条第1項)､(2)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)､(3)運
転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(4)高齢運転者
に対する告示で定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､(5)
高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)

1 1

タクシー 2023 3 7
富士観光有限会社（法人
番号3090002015043）
代表者村松忠廣

山梨県西八代郡市川三
郷町市川大門1805番地

本社
山梨県西八代郡
市川三郷町市川
大門1805番地

輸送施設の使用停止
（40日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第5
項

令和4年8月24日、長期間監査未実施であることを端緒として監査を実
施。4件の違反が認められた。(1)健康状態の把握義務違反(旅客自動車
運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第21条第5項)､(2)運転者に対する指
導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(3)定期点検整備の未実施(道路
運送車両法(以下､車両法)第48条)､(4)点検整備記録簿等の記録義務違反
(車両法第49条)

4 4

タクシー 2023 3 14
株式会社櫟山交通（法人
番号1040001033036）
代表者野山勝明

千葉県鎌ｹ谷市くぬぎ山
5-1-26

本社
千葉県鎌ｹ谷市く
ぬぎ山5-1-26

輸送施設の使用停止
（10日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和4年4月12日、死亡事故があった旨公安委員会からの通知を端緒と
して監査を実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督
義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

1 1

タクシー 2023 3 14
木子国際株式会社（法人
番号9013301047114）
代表者宋偉偉

千葉県白井市冨士101-4 本社
千葉県白井市冨
士101-4ﾌﾙﾔｱﾊﾟｰﾄ
2FｰB号室

輸送施設の使用停止
（10日車）

道路運送車両法第48
条

令和4年9月6日、法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として監査を実
施。2件の違反が認められた。(1)定期点検整備の未実施(道路運送車両
法第48条)､(2)法人役員の変更の未届出(道路運送法施行規則第66条第1
項第8号)

1 1

タクシー 2023 3 14

王子国際観光合同会社
（法人番号
9030003014515）代表
者黒沢正凱

埼玉県川口市八幡木2-
23-39

足立
東京都足立区入
谷9-30-27ﾊﾟｰｸﾋﾙ
ｽﾞ入谷101号

輸送施設の使用停止
（10日車）

道路運送法第15条第
4項

令和4年8月5日、令和4年8月26日、区域拡大を行ったことを端緒として
監査を実施。2件の違反が認められた。(1)軽微事項に係る事業計画の事
後変更届出違反(道路運送法第15条第4項)､(2)運転者に対する指導監督
義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

6 1

タクシー 2023 3 14

Ｇｏｏｉｎｇｔｒｉｐ観
光株式会社（法人番号
9011301025098）代表
者柴田誠

東京都江戸川区北小岩
6-17-6ﾚﾐﾈ12階

成田
千葉県成田市吉
岡1126-22

輸送施設の使用停止
（30日車）

道路運送法第15条第
1項

令和4年9月15日、区域拡大を行ったことを端緒として監査を実施。4件
の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(道路運送法(以下､運
送法)第15条第1項)､(2)事業計画の事前変更届出違反(運送法第15条第3
項)､(3)運行管理者の解任届出違反(運送法第23条第3項)､(4)整備管理者
の変更の未届出(道路運送車両法第52条)

3 3

タクシー 2023 3 14

王子国際観光合同会社
（法人番号
9030003014515）代表
者黒沢正凱

埼玉県川口市八幡木2-
23-39

本社
千葉県山武郡芝
山町岩山2269-2

輸送施設の使用停止
（50日車）

道路運送法第30条第
2項

令和4年8月15日、法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として監査を
実施。6件の違反が認められた。(1)点呼の記録義務違反(旅客自動車運
送事業運輸規則(以下､運輸規則)第24条第5項)､(2)新任運転者に対する
指導監督義務違反(運輸規則第36条第2項)､(3)運転者に対する指導監督
義務違反(運輸規則第38条第1項)､(4)初任運転者に対する適性診断受診
義務違反(運輸規則第38条第2項)､(5)整備管理者の研修受講義務違反(運
輸規則第46条)､(6)事業の健全な発達を阻害する競争(道路運送法第30条
第2項)

6 5

タクシー 2023 3 14

株式会社令和ハイヤー
（法人番号
6011701023290）代表
者山浦和秀

千葉県富里市七栄299-
21丸ﾊｲﾂ203

成田
千葉県富里市七
栄299-21丸ﾊｲﾂ
203号室

輸送施設の使用停止
（10日車）

道路運送法第15条第
3項

令和4年8月25日、法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として監査を
実施。2件の違反が認められた。(1)事業計画の事前変更届出違反(道路
運送法第15条第3項)､(2)乗務記録の記録事項の不備(旅客自動車運送事
業運輸規則第25条)

1 1

タクシー 2023 3 22
北斗国際株式会社（法人
番号2040001112516）
代表者芦川

千葉県印旛郡酒々井町
下岩橋213-1

成田
千葉県印旛郡
酒々井町下岩橋
213-1

輸送施設の使用停止
（20日車）

道路運送法第20条

令和4年8月26日、法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として監査を
実施。4件の違反が認められた。(1)営業区域外運送違反(道路運送法(以
下､運送法)第20条)､(2)乗務記録の記録事項の不備(旅客自動車運送事業
運輸規則(以下､運輸規則)第25条)､(3)運行管理規程の制定義務違反(運
輸規則第48条の2第1項)､(4)報告義務違反(運送法第94条第1項)

2 2

タクシー 2023 3 22

有限会社ＡＳ国際ハイ
ヤー（法人番号
6010602017451）代表
者野崎永鳳

東京都足立区花畑4-39-
142F-B

成田
千葉県富里市七
栄306-78

輸送施設の使用停止
（15日車）

道路運送車両法第48
条

令和4年8月17日、区域拡大を行ったことを端緒として監査を実施。2件
の違反が認められた。(1)定期点検整備の未実施(道路運送車両法第48
条)､(2)報告義務違反(道路運送法第94条第1項)

2 2

タクシー 2023 3 22

ＮＴＫ国際株式会社（法
人番号
4010501042486）代表
者王凱

東京都足立区花畑6-38-
11

成田

千葉県成田市新
田301-8ブライン
トンハイム棟201
号

輸送施設の使用停止
（30日車）

道路運送法第15条第
1項

令和4年8月31日、区域拡大を行ったことを端緒として監査を実施。2件
の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(道路運送法(以下､運
送法)第15条第1項)､(2)事業計画の事前変更届出違反(運送法第15条第3
項)

3 3

タクシー 2023 3 27
合同会社本多（法人番号
9012803001818）代表
者本多真

東京都江東区南砂2-17-
4

東京
東京都江東区南
砂2-17-4-101

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第24条第5
項

令和5年1月31日、区域拡大を行ったことを端緒として監査を実施。2件
の違反が認められた。(1)点呼の記録事項義務違反(旅客自動車運送事業
運輸規則(以下､運輸規則)第24条第5項)､(2)運転者に対する指導監督義
務違反(運輸規則第38条第1項)

3 0

タクシー 2023 3 28

さがみ交通八王子株式会
社（法人番号
3010101001397）代表
者山口正道

東京都八王子市泉町
1914-3

本社
東京都八王子市
泉町1914-3

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和4年11月17日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として監査を実
施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅
客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

タクシー 2023 3 28

有限会社勝沼観光タク
シー（法人番号
2040001112516）代表
者三枝喜久男

山梨県甲州市勝沼町勝
沼3072-3

本社
山梨県甲州市勝
沼町勝沼3072-3

輸送施設の使用停止
（20日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第2
項

令和4年9月14日、長期間監査未実施であることを端緒として監査を実
施。3件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅
客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第38条第1項)､(2)高齢運転
者に対する告示で定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､
(3)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)

2 2



タクシー 2023 3 28

株式会社イロハ観光交通
（法人番号
6010602017451）代表
者張海峰

千葉県富里市根木名
1009-37

本社
千葉県富里市根
木名1009-37

輸送施設の使用停止
（40日車）事業の停
止（30日間）

道路運送法第94条第
4項

令和2年10月13日、令和2年10月20日、令和2年12月1日及び令和2年12
月17日、法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として監査を実施。6件
の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(道路運送法(以下､運
送法)第15条第1項)､(2)事業計画の事前変更届出違反(運送法第15条第3
項)､(3)点呼の実施等義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸
規則)第24条)､(4)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1
項)､(5)整備管理者の変更の未届出(道路運送車両法第52条)､(6)帳簿書
類の検査を忌避したこと(運送法第94条第4項)

34 34

タクシー 2023 3 31

代々木自動車株式会社
（法人番号
4010501042486）代表
者西澤明洋

東京都渋谷区初台2-6-9 本社
東京都渋谷区初
台2-6-9

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第1
項

令和4年12月7日及び令和5年1月10日、救護義務違反があった旨の情報
を端緒として監査を実施。2件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基
準の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第21条第1
項)､(2)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)

0 0

乗合バス 2023 3 14

京浜急行バス株式会社
（法人番号
4010401050085）代表
者野村正人

神奈川県横浜市西区高
島1-2-8

新子安
神奈川県横浜市
神奈川区守屋町
3-14

輸送施設の使用停止
（10日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和4年9月2日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。1件
の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車
運送事業運輸規則第38条第1項)

8 1

乗合バス 2023 3 28

小湊鉄道株式会社（法人
番号：
8040001053928）代表
者石川晋平

千葉県市原市五井中央
東1-1-2

長南
千葉県長生郡長
南町長南2119

輸送施設の使用停止
（10日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和4年5月24日及び令和4年5月31日、増車を行ったことを端緒に監査
を実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督等義務違
反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

1 1

乗合バス 2023 3 10
西尾交通株式会社（法人
番号2180301023168)代
表者村松健司

愛知県西尾市平坂町坂
下7番地

バス事業部
愛知県西尾市平
坂町坂下7番地

輸送施設の使用停止
(70日車)及び文書警
告

旅客自動車運送事業
運輸規則第24条第5
項

令和4年7月14日、監査方針に基づき、監査を実施。8件の違反が認めら
れた。(1)点呼の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第24条
第5項)､(2)乗務等の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第
25条第1項)､(3)運転基準図記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則
第27条第1項)､(4)特定の運転者に対する指導義務違反(旅客自動車運送
事業運輸規則第38条第2項)､(5)特定の運転者に対する運転適性診断未受
診(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)､(6)整備管理者の研修受
講義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第46条)､(7)自動車事故報告書
未届出(道路運送法第29条)､(8)事業報告書及び輸送実績報告書未提出
(道路運送法第94条第1項)

7 7

乗合バス 2023 3 27

大野観光自動車株式会社
（法人番号
1210001009729)代表者
長谷川敦俊

福井県大野市中野57-
11-2

中野営業所
福井県大野市中
野57-11-2

輸送施設の使用停止
(10日車)

道路運送法第16条第
1項

令和4年7月27日、監査方針に基づき、監査を実施。1件の違反が認めら
れた。(1)事業計画に定める業務の確保違反(道路運送法第16条第1項)

1 1

乗合バス 2023 3 28
あおい交通株式会社（法
人番号1180001075460)
代表者松浦秀則

愛知県小牧市新町三丁
目430番地

本社営業所
愛知県小牧市新
町三丁目430番地

輸送施設の使用停止
(110日車)及び文書警
告

旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第1
項

令和4年9月29日及び令和4年10月14日、監査方針に基づき、監査を実
施。8件の違反が認められた。(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(旅客
自動車運送事業運輸規則第21条第1項)､(2)運行に関する状況把握のため
の体制の整備違反(旅客自動車運送事業運輸規則第21条の2)､(3)点呼の
記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)､(4)点呼
の記録の改ざん(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)､(5)乗務等
の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第25条第1項)､(6)運
転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第
1項)､(7)運転者に対する指導監督記録記載事項不備(旅客自動車運送事
業運輸規則第38条第1項)､(8)運行管理者に対する指導監督義務違反(旅
客自動車運送事業運輸規則第48条の3)

19 11

乗合バス 2023 3 28
あおい交通株式会社（法
人番号1180001075460)
代表者松浦秀則

愛知県小牧市新町3丁目
430番地

野口営業所
愛知県小牧市大
山中49番地

輸送施設の使用停止
(40日車)

旅客自動車運送事業
運輸規則第13条

令和4年11月24日、令和4年12月13日及び令和4年12月21日、監査方針
に基づき、監査を実施。2件の違反が認められた。(1)運送引受義務違反
(道路運送法第13条)､(2)自動車事故報告書未届出(道路運送法第29条)

19 4

タクシー 2023 3 2

名鉄東部交通株式会社
（法人番号
3180301019438)代表者
大竹宏

愛知県豊田市広久手町2
丁目28番地1号

本社営業所
愛知県豊田市広
久手町2丁目28番
地1号

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和5年2月7日、重傷事故を引き起こしたことを端緒として、監査を実
施。3件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅
客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)､(2)運転者に対する指導監督記
録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)､(3)特定の
運転者に対する指導義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2
項)

3 0

タクシー 2023 3 27

三福タクシー株式会社
（法人番号
3210001014041)代表者
岩﨑一沖

福井県小浜市千種2丁目
1-13

福井営業所
福井県福井市真
木町134-6

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第5
項

令和5年1月12日及び令和5年2月7日、監査方針に基づき、監査を実施。
2件の違反が認められた。(1)健康診断未受診(旅客自動車運送事業運輸
規則第21条第5項)､(2)点呼の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運
輸規則第24条第5項)

0 0

タクシー 2023 3 29

沼津第一交通株式会社
（法人番号
6080101001479)代表者
安藤慎治

静岡県沼津市新沢田町
10番9号

本社営業所
静岡県沼津市新
沢田町121-1､2

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第5
項

令和5年2月21日、監査方針に基づき、監査を実施。2件の違反が認めら
れた。(1)健康診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第5項)､
(2)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(旅客自動車運送事業運輸
規則第38条第2項)

0 0

貨物 2023 3 1

有限会社藤本運輸作業
（法人番号
3120002080190）代表
者藤本芳子

大阪府大東市新田旭町
3-62

本社
大阪府大東市新
田旭町3-62

許可の取消し
貨物自動車運送事業
法第32条

法令違反の疑いがあることを端緒に調査を開始したところ、長期にわ
たり事業者としての実態が確認出来なかった。

0 0

貨物 2023 3 1

関西エキスプレス株式会
社(法人番号
4122001009137）代表
者田中哲雄

大阪府東大阪市池島町2
丁目1-1773

大阪
大阪府東大阪市
東石切町2-5-10

許可の取消し
貨物自動車運送事業
法第32条

関係機関からの情報を端緒に調査を開始したところ、長期にわたり事
業者としての実態が確認出来なかった。

0 0

貨物 2023 3 1
株式会社浅井商店（法人
番号9120101023581）
代表者浅井茂樹

大阪府松原市河合3丁目
30番地の73

本社
大阪府松原市河
合3丁目30番地の
73

許可の取消し
貨物自動車運送事業
法第32条

関係機関からの情報を端緒に調査を開始したところ、長期にわたり事
業者としての実態が確認出来なかった。

0 0

貨物 2023 3 1
株式会社城本トランス
ポート代表者城本武千代

大阪府門真市大字下馬
伏33-5

本社
大阪府門真市下
馬伏149-1187-1

許可の取消し
貨物自動車運送事業
法第32条

関係機関からの情報を端緒に調査を開始したところ、登記簿の閉鎖が
確認された。

0 0

貨物 2023 3 1
栄興海運株式会社代表者
長戸政一

大阪府大阪市港区南安
治川通3-29

本社
大阪府大阪市港
区南安治川通3-
29

許可の取消し
貨物自動車運送事業
法第32条

関係機関からの情報を端緒に調査を開始したところ、登記簿の閉鎖が
確認された。

0 0

貨物 2023 3 1
京阪通商株式会社代表者
十倉義夫

大阪府茨木市西中条町
16-23

本社
大阪府茨木市西
中条町16-23

許可の取消し
貨物自動車運送事業
法第32条

関係機関からの情報を端緒に調査を開始したところ、登記簿の閉鎖が
確認された。

0 0

貨物 2023 3 1
株式会社みやざき（法人
番号1120001158254）
代表者宮崎和也

大阪府門真市大字三ッ
島711-2

本社
大阪府門真市大
字三ッ島711-2

許可の取消し
貨物自動車運送事業
法第32条

関係機関からの情報を端緒に調査を開始したところ、長期にわたり事
業者としての実態が確認出来なかった。

0 0

貨物 2023 3 1

有限会社二和合同物流
（法人番号
4120102025458）代表
者中本忠

大阪府和泉市尾井町731
番地

本社
大阪府豊中市末
広町3丁目12番1
号

許可の取消し
貨物自動車運送事業
法第32条

関係機関からの情報を端緒に調査を開始したところ、長期にわたり事
業者としての実態が確認出来なかった。

0 0

貨物 2023 3 1

ワイ・ケー物流株式会社
（法人番号
5120001151247）代表
者小出芳明

大阪府寝屋川市萱島東3
丁目10番13号

本社
大阪府寝屋川市
萱島東3丁目10番
13号

許可の取消し
貨物自動車運送事業
法第32条

関係機関からの情報を端緒に調査を開始したところ、長期にわたり事
業者としての実態が確認出来なかった。

0 0



貨物 2023 3 1

合資会社アキラ運輸サー
ビス（法人番号
4120103000583）代表
者川野明

大阪府高石市千代田6丁
目12番1-305号

本社
大阪府高石市千
代田6丁目12番1-
305号

許可の取消し
貨物自動車運送事業
法第32条

法令違反の疑いがあることを端緒に調査を開始したところ、長期にわ
たり事業者としての実態が確認出来なかった。

0 0

貨物 2023 3 1
株式会社平成エクスプレ
ス代表者米子義孝

大阪府摂津市香露園26-
26

本社
大阪府摂津市香
露園26-26

許可の取消し
貨物自動車運送事業
法第32条

法令違反の疑いがあることを端緒に調査を開始したところ、登記簿の
閉鎖が確認された。

0 0

貨物 2023 3 1
有限会社清瀬運送（法人
番号4122002012321）
代表者小野節子

大阪府大東市三箇3丁目
10番5号

本社
大阪府大東市三
箇3丁目10番5号

許可の取消し
貨物自動車運送事業
法第32条

法令違反の疑いがあることを端緒に調査を開始したところ、長期にわ
たり事業者としての実態が確認出来なかった。

0 0

貨物 2023 3 1 高橋隆史
大阪府大阪市西区九条
南1-7-29

本社
大阪府大阪市西
区九条南1-7-29

許可の取消し
貨物自動車運送事業
法第32条

関係機関からの情報を端緒に調査を開始したところ、長期にわたり事
業者としての実態が確認出来なかった。

0 0

貨物 2023 3 7

六甲食品輸送株式会社
（法人番号
8140001025264）代表
者飯島保雄

兵庫県神戸市兵庫区築
地町7-1

本社
兵庫県神戸市兵
庫区築地町7-1

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和5年1月4日及び同年1月16日、死亡事故を引き起こしたことを端緒
に監査を実施。1件の違反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業
者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による
運転者に対する指導及び監督違反【一部不適切】（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2023 3 10

ＳＥＩＷＡ株式会社（法
人番号
4160001017809）代表
者首藤剛之

滋賀県甲賀市甲賀町隠
岐2403-17

本社
滋賀県甲賀市甲
賀町隠岐2403-17

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和4年12月22日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。4
件の違反が認められた。（1）点呼の記録違反【記載事項等の不備】
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第7条第5
項）（2）乗務等の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第8条）
（3）運行記録計による記録違反【記録】（安全規則第9条）（4）運転
者台帳【記載事項等の不備】（安全規則第9条の5第1項）

0 0

貨物 2023 3 13

株式会社Ｍ’ｓＬＩＮＥ
（法人番号
9120101058099）代表
者前野征治

大阪府泉大津市汐見町
4-26

本社
大阪府泉大津市
汐見町4-26

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(放
置行為)が過去1年以内に3件に達した。（1）運転者の指導監督義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2023 3 14

株式会社カズショウ（法
人番号
6150001016520）代表
者小山和代

奈良県大和郡山市九条
町1192番地13

本社
奈良県奈良市北
之庄西町1-8-7

輸送施設の使用停止
（130日車)輸送の安
全確保命令

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和4年6月28日及び同年8月3日、労働局からの通報を端緒に監査を実
施。8件の違反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自
動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、
（2）点呼の実施違反【未実施】（安全規則第7条第1項～第3項）、
（3）（4）点呼の記録違反【記録】【記載事項等の不備】（安全規則
第7条第5項）、（5）（6）乗務等の記録違反【記載事項等の不備】
【記録の改ざん・不実記載】（安全規則第8条）、（7）（8）運行記録
計による記録違反【記録】【記録の改ざん・不実記録】（安全規則第9
条）

13 13

貨物 2023 3 14
有限会社東平運送（法人
番号1150002001501）
代表者東平次弘

奈良県奈良市法華寺町
46番地の8

本社
奈良県奈良市法
華寺町46番地の8

輸送施設の使用停止
（45日車)

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

令和4年7月7日及び同年8月4日、関係機関の情報を端緒に監査を実施。
8件の違反が認められた。（1）事業計画変更認可違反【自動車車庫の
位置及び収容能力違反】（貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項
第4号）、（2）疾病、疲労等のおそれのある乗務（貨物自動車運送事
業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第6項）、（3）整備管理者
の選任（変更）の未届出、虚偽届出【選任（変更）の未届出に係るも
の】（安全規則第3条の2、道路運送車両法第52条）、（4）点検整備違
反【定期点検整備等の未実施】（安全規則第3条の2、道路運送車両法
第48条）、（5）整備管理者の研修受講義務違反【研修未受講】（安全
規則第3条の4）、（6）点呼の記録違反【記載事項等の不備】（安全規
則第7条第5項）、（7）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転
者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する特別な指
導及び運転適性診断受診義務違反【運転適性診断の受診状況】（安全
規則第10条第2項）、（8）運行管理者の講習受講義務違反（安全規則
第23条第1項）

5 5

貨物 2023 3 14
田原運送株式会社（法人
番号4150001001326）
代表者坂出武司

奈良県奈良市神殿町30 本社
奈良県奈良市神
殿町30

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第1項第2
号

令和5年1月19日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。5件の違反
が認められた。(1)点検整備違反【定期点検整備等の未実施】（貨物自
動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条の2、道路運送
車両法第48条）、(2)点呼の実施違反【未実施】（安全規則第7条第1項
～第3項）、（3）点呼の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第7
条第5項）、（4）乗務等の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則
第8条）（5）運転者台帳【記載事項等の不備】（安全規則第9条の5第1
項）

0 0

貨物 2023 3 15
株式会社近江商運（法人
番号1160001004776）
代表者寺村肇

滋賀県湖南市石部口二
丁目1番1号

本社
滋賀県湖南市石
部口二丁目1番1
号

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和4年8月30日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。5件
の違反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運
転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）点呼の
実施違反【未実施】（安全規則第7条第1項～第3項）、（3）点呼の記
録違反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、（4）乗務等の
記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第8条）、（5）運行指示書
【作成、指示又は携行の義務違反】(安全規則第9条の3第1項～第3項)

4 4

貨物 2023 3 16
株式会社フレンズ（法人
番号4130001050201）
代表者小方樹里

京都府京都市伏見区淀
美豆町506

本社
京都府京都市伏
見区淀美豆町508
番地

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和4年11月24日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。5件の
違反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転
者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）点呼の記
録違反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、（3）乗務等の
記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第8条）、（4）運行指示書
【作成、指示又は携行の義務違反】（安全規則第9条の3第1項～第3
項）、（5）運転者台帳【記載事項等の不備】（安全規則第9条の5第1
項）

0 0

貨物 2023 3 23
株式会社プラッツ（法人
番号5130001046768）
代表者中村博

京都府京都市伏見区毛
利町68番地

本社
京都府京都市伏
見区毛利町68

輸送施設の使用停止
（20日車)

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和4年8月30日及び同年9月13日、公安委員会からの通報を端緒に監査
を実施。4件の違反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業
用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4
項）、（2）点検整備違反【定期点検整備等の未実施】（安全規則第3
条の2、道路運送車両法第48条）、（3）点呼の記録違反【記載事項等
の不備】（安全規則第7条第5項）、（4）乗務等の記録違反【記載事項
等の不備】（安全規則第8条）

2 2



貨物 2023 3 28 大林運
大阪府大阪市生野区勝
山5-19-17

本店
大阪府大阪市生
野区巽西2-10-13

事業停止（30日間)輸
送施設の使用停止
（220日車)

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和4年8月31日、関係機関の情報を端緒に監査を実施。事業停止につ
いては、（1）点呼の実施違反【未実施】（貨物自動車運送事業輸送安
全規則（以下「安全規則」）第7条第1項～第3項）の1件が認められ、
使用停止については、（1）疾病、疲労等のおそれのある乗務（安全規
則第3条第6項）、（2）点検整備違反【定期点検整備等の未実施】（安
全規則第3条の2、道路運送車両法第48条）、（3）整備管理者の研修受
講義務違反【研修未受講】（安全規則第3条の4）、（4）アルコール検
知器備え義務違反（安全規則第7条第4項）、（5）乗務等の記録違反
【記録】（安全規則第8条）、（6）運行記録計による記録違反【記
録】（安全規則第9条）、（7）運転者台帳【作成】（安全規則第9条の
5第1項）、（8）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対
して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する指導及び監督違
反【大部分不適切】（安全規則第10条第1項）、（9）運行管理者の講
習受講義務違反（安全規則第23条第1項）の9件が認められた。

52 52

タクシー 2023 3 6

日の丸ハイヤー株式会社
（法人番号
3120901021443）代表
者暮部光昭

大阪府池田市空港1丁目
9番6号

能勢口
兵庫県川西市火
打1丁目15番地17
号

警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年12月20日、法令違反の疑いを端緒に監査を実施。2件の違反が
認められた。（1）運行記録計による記録義務違反【記録なし】(旅客
自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第26条第2項)、(2)｢旅客自動
車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指
針｣による運転者に対する指導監督義務違反【一部不適切】(運輸規則第
38条第1項)

0 0

タクシー 2023 3 9

新大阪タクシー株式会社
（法人番号
4120001126299）代表
者森裕生

大阪府大阪市東淀川区
西淡路1丁目12番5号

新大阪タク
シー(株)北
大阪営業所

大阪府大阪市東
淀川区西淡路1丁
目12番5号

輸送施設の使用停止
（100日車）

道路運送法（以下
「法」）第20条、法
第27条第3項

令和3年12月22日及び令和4年2月21日、苦情を端緒として調査を実
施。2件の違反が認められた。(1)営業区域外旅客運送【臨時・偶発的な
ものと認められるもの】（法第20条）、(2)乗務等の記録義務違反【記
録の改ざん・不実記載】旅客自動車運送事業運輸規則第25条第3項、第
4項）

10 10

タクシー 2023 3 13

関西学研都市交通株式会
社（法人番号
2130001036648）代表
者北林克仁

京都府相楽郡精華町祝
園西1丁目24-1

本社営業所
京都府相楽郡精
華町祝園西1丁目
24-1

警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年10月26日及び同年12月15日、長期未実施を端緒として監査を
実施。1件の違反が認められた。点呼の実施義務違反【未実施】（旅客
自動車運送事業運輸規則第24条第1項、第2項）

0 0

タクシー 2023 3 14 西純一 大阪府東大阪市末広町 本店
大阪府東大阪市
末広町

事業の停止（30日
間）

道路運送法第94条第
4項

令和4年10月17日、同年11月2日、同年11月28日及び同年12月26日、法
令違反の疑いを端緒として監査を実施しようとしたところ、1件の違反
が認められた。【検査拒否、虚偽の陳述等】（道路運送法第94条第4
項）

30 30

タクシー 2023 3 17

ＧＲＥＥＮ＆ＮＡＮＫＯ
ＨＴＡＸＩ株式会社（法
人番号
8140001013748）代表
者南幸佐

兵庫県神戸市兵庫区浜
中町2丁目18番12号

本社営業所
兵庫県神戸市兵
庫区浜中町2丁目
18番12号

警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数（そ
の他道路交通法の違反行為）が過去一年以内に3件に達した。｢旅客自
動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の
指針｣による運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸
規則第38条第1項)

0 0

タクシー 2023 3 24

別府タクシー株式会社
（法人番号
1140001046119）代表
者中島武彦

兵庫県加古川市別府町
西脇2丁目6番地

本社営業所
兵庫県加古川市
別府町緑町8番地

警告
道路運送法第27条第
3項

令和5年1月17日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。2件の違反
が認められた。(1)乗務等の記録義務違反【記録事項の不備】（旅客自
動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第25条第3項、第4項）、
(2)｢旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及
び監督の指針｣による運転者に対する指導監督義務違反【一部不適切】
(運輸規則第38条第1項)

0 0

乗合バス 2023 3 1
金剛自動車株式会社(法
人番号1120101030833)
代表者白江暢孝

大阪府富田林市本町18
番地17号

富田林
大阪府富田林市
本町18番17号

警告
道路運送法第27条第
3項

令和5年1月18日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。5件の違反
が認められた。(1)「旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項の規定
に基づき、事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間にかかる基
準」の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21
条第1項)、(2)点呼の記録義務違反【一部記録なし】(運輸規則第24条第
5項)、(3)点呼の記録義務違反【記載事項の不備】(運輸規則第24条第5
項）、(4)「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行
う指導及び監督の指針」による運転者に対する指導監督義務違反(運輸
規則第38条第1項）、(5)運転者に対する指導及び監督に係る記録の作
成・保存義務違反【一部記録なし又は記録の一部保存なし】(運輸規則
第38条第1項)

1 1

乗合バス 2023 3 1

関西空港交通株式会社
(法人番号
7120101039588)代表者
河合潤二

大阪府泉佐野市りんく
う往来北2番地の12

りんくう営
業所

大阪府泉佐野市
りんくう往来北2
番地の12

警告
道路運送法第27条第
3項

令和5年1月26日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対
して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する指導監督義務違
反【一部不適切】（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

乗合バス 2023 3 8

大阪シティバス株式会社
（法人番号
6120001048830）代表
者木田俊郎

大阪府大阪市西区九条
南1丁目12番62号

住吉
大阪府大阪市住
吉区万代東3丁目
5番22号

輸送施設の使用停止
（10日車）

道路運送法第27条第
3項

令和4年11月16日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。1件の違
反が認められた。「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に
対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する指導監督義務
違反【一部不適切】（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

2 1

乗合バス 2023 3 20
阪神バス株式会社（法人
番号1140001072148）
代表者上田晋也

兵庫県西宮市和上町3番
3号

西宮浜
兵庫県西宮市西
宮浜3丁目20番地

輸送施設の使用停止
（10日車）

道路運送法第27条第
3項

令和4年12月14日及び令和5年1月12日、事故を引き起こしたことを端
緒として監査を実施。1件の違反が認められた。｢旅客自動車運送事業
者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針｣による運
転者に対する指導監督義務違反【一部不適切】(旅客自動車運送事業運
輸規則第38条第1項）

1 1

乗合バス 2023 3 20
阪神バス株式会社（法人
番号1140001072148）
代表者上田晋也

兵庫県西宮市和上町3番
3号

尼崎
兵庫県尼崎市大
庄川田町108番地
の1番地

警告
道路運送法第27条第
3項

令和5年1月30日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。｢旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対し
て行う指導及び監督の指針｣による運転者に対する指導監督義務違反
【一部不適切】(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

1 0

貨物 2023 3 6
株式会社チューガイ(法
人番号8240001006931)
代表者長井聡司

広島県広島市安佐南区
大町東3丁目12-42

本社
広島県広島市安
佐南区大町東3-
12-42

輸送施設の使用停止
(40日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号及び同条4項

令和4年3月10日及び同年3月29日、死亡事故を引き起こしたことを端緒
として監査を実施。8件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守
違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4
項)、(2)疾病、疲労等のおそれのある乗務禁止違反(安全規則第3条第6
項)、(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項、第2項及び第3項)、
(4)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(5)運行指示書の保
存義務違反(安全規則第9条の3第４項)、(6)運転者に対する指導監督義
務違反(安全規則第10条第1項)、(7)特定の運転者に対する特別な指導義
務違反(安全規則第10条第２項)、(8)特定の運転者に対する適性診断受
診義務違反(安全規則第10条第2項)

4 4

タクシー 2023 3 10 川元秀徳
広島県東広島市八本松
町篠甲1148番地

コスモスタ
クシー

広島県東広島市
黒瀬町切田487-2

事業の停止（30日
間）、輸送施設の使
用停止（190日車）及
び文書警告

道路運送法（以下
「法」）第15条第1
項、法第23条第1
項、法第27条第３
項、道路運送車両法
（以下「車両法」）
第48条、車両法第
49条及び車両法第
58条第1項

令和4年4月12日及び同年5月12日、情報提供を端緒として監査を実施。
10件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反（車庫）（法15
条第1項）、(2)運行管理者選任違反(旅客自動車運送事業運輸規則（以
下「運輸規則」）第47条の9第1項)、(3)疾病・疲労等のおそれのある
乗務禁止違反（運輸規則」第21条第5項）、(4)点呼の実施義務違反
（運輸規則第24条第1項及び第2項）、(5)乗務等の記録事項義務違反
（運輸規則第25条第3項及び第4項）、(6)乗務員台帳の作成義務違反
（運輸規則第37条第1項）、(7)無車検運行（運輸規則第45条）、(8)事
業用自動車の定期点検整備義務違反（運輸規則第45条第1号）、(9)定
期点検整備記録簿の保存義務違反（運輸規則第45条第2号）、（10）整
備管理者の研修受講義務違反（運輸規則第46条）

49 49



貨物 2023 3 13
西濃運輸株式会社(法人
番号7200001015755)代
表者小寺康久

岐阜県大垣市田口1 岩国営業所
山口県岩国市飯
田町一丁目2-1

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和5年1月17日及び同年2月14日、死亡事故を引き起こしたことを端緒
として監査を実施。3件の違反が認められた。(1)点呼の記録事項義務違
反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第7条第5項)、
(2)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条第1項)、(3)運転者に対す
る指導監督の記録義務違反(安全規則第10条第1項)

0 0

貨物 2023 3 14
株式会社ＣＬＩＰ(法人
番号3240001050281)代
表者仙波雄史

広島県広島市佐伯区石
内上一丁目14番3号

本社営業所
広島県広島市佐
伯区石内上一丁
目14番3号

輸送施設の使用停止
(20日車)

貨物自動車運送事業
法第17条第１項第1
号

令和4年7月28日及び同年9月22日、情報提供を端緒として監査を実施。
1件の違反が認められた。乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第3条第4項)

2 2

タクシー 2023 3 16

尾道合同タクシー株式会
社(法人番号
5240001037888)代表者
佐藤郁子

広島県尾道市栗原西2丁
目1番11号

栗原営業所
広島県尾道市栗
原西2丁目1番11
号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年10月26日及び令和5年2月2日、情報提供を端緒として監査を実
施。6件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動
車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第1項)、(2)点呼の実施
義務違反(運輸規則第24条第1項及び第2項)、(3)点呼の記録事項義務違
反(運輸規則第24条第5項)、(4)乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第
25条第3項及び第4項）、(5)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規
則第38条第1項)、(6)運転者に対する指導監督の記録義務違反(運輸規則
第38条第1項)

0 0

貨物 2023 3 22
西部運輸株式会社(法人
番号1240001031060)代
表者横山立

広島県福山市箕沖町
105-17

広島支店
広島県廿日市市
宮内工業団地1-1

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和4年11月10日、令和5年1月10日及び同年2月22日、死亡事故を引き
起こしたことを端緒として監査を実施。2件の違反が認められた。(1）)
点呼の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下
「安全規則」）第7条第5項）、（2）運転者に対する指導監督義務違反
(安全規則第10条第1項)

10 0

貨物 2023 3 28
佐藤重輸株式会社(法人
番号5240001030703)代
表者佐藤寬文

広島県福山市南松永町2
丁目7-8

本社
広島県福山市南
松永町4丁目5-59

輸送施設の使用停止
(80日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号及び同条第4項

令和4年5月11日及び同年7月21日、救護義務違反があったことを端緒と
して監査を実施。11件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守
違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4
項)、(2)疾病、疲労等のおそれのある乗務禁止違反(安全規則第3条第6
項)、(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項、第2項及び第3項)、
(4)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(5)乗務等の記録事
項義務違反(安全規則第8条第1項)、(6)運行指示書の記載事項義務違反
(安全規則第9条の3第1項)、(7)運転者台帳の記載事項義務違反（安全規
則第9条の5第1項）、(8)運転者に対する指導監督の記録義務違反(安全
規則第10条第1項)、(9)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安
全規則第10条第1項)、(10)特定の運転者に対する特別な指導義務違反
(安全規則第10条第２項)、(11)特定の運転者に対する適性診断受診義務
違反(安全規則第10条第2項)

8 8

貨物 2023 3 30

共進運輸倉庫株式会社
(法人番号
3260001015753)代表者
田原大輔

岡山県倉敷市連島町鶴
新田1722-4

本社営業所
岡山県倉敷市連
島町鶴新田1722-
4

事業の停止（30日
間）、輸送施設の使
用停止（190日車）、
輸送の安全確保命令
及び文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
9条第1項、法第17
条第1項第1号、同条
同項第2号、同条4
項、法24条の4第1
項及び法60条第1項

令和3年11月10日、同年11月26日、同年12月27日及び令和4年2月21
日、情報提供を端緒として監査を実施。18件の違反が認められた。(1)
事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則(以下「施行規
則」)第2条第1項第4号)、(2)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運
送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(3)乗務時間等告
示のなお書き遵守違反(安全規則第3条第4号)、(4)疾病、疲労等のおそ
れのある乗務禁止違反(安全規則第3条第6項)、(5)整備管理者の研修受
講義務違反(安全規則第3条の4)、(6)点呼の実施義務違反(安全規則第7
条第1項、第2項及び第3項)、(7)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7
条第5項)、(8)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条第1項)、(9)運
行指示書の作成義務違反(安全規則第9条の3第1項)、(10)運転者台帳の
作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(11)運転者台帳の記載事項義
務違反（安全規則第9条の5第1項）、(12)運転者に対する指導監督義務
違反(安全規則第10条第1項)、(13)運転者に対する指導監督の記録事項
義務違反(安全規則第10条第1項)、(14)特定の運転者に対する特別な指
導義務違反(安全規則第10条第２項)、(15)特定の運転者に対する適性診
断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(16)運行管理者の講習受講義
務違反(安全規則第23条第1項)、(17)社会保険等加入義務違反(施行規則
第14条第2号)、(18)事業実績報告書提出義務違反(貨物自動車運送事業
報告規則第2条第1項)

49 49

貨物 2023 3 31
株式会社ムロオ（法人番
号6240001026634）代
表者山下俊一郎

広島県呉市中央1丁目6-
9

山口菊川セ
ンター

山口県下関市菊
川町大字田部271

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和5年2月15日、同年3月2日及び3月23日、死亡事故を端緒として監
査を実施。1件の違反が認められた。運転者に対する指導監督義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)

0 0

貨物 2023 3 1

株式会社御日家商事（法
人番号
9500001014956）代表
者梶原愛子

愛媛県四国中央市川之
江町2218番地1

本社営業所
愛媛県四国中央
市川之江町余木
415番地22

輸送施設の使用停止
（50日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号、第4項

令和4年10月20日及び同年同月28日、労働局からの通報を端緒として監
査を実施したところ、5件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に
関する措置が不適切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度
を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた
者があったこと（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）、(2)運転者の過労防止に関する措置が不適切であ
り、１箇月の拘束時間の限度を超えて乗務していた者があったこと
（安全規則第3条第4項）、(3)運転者に対する点呼が確実になされてい
なかったこと（安全規則第7条第1項、第2項、第3項）、(4)運転者に対
する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと（安全規則第7条
第5項）、(5)運行指示書を作成していなかったこと（安全規則第9条の
3第1項、第2項、第3項）

5 5

貨物 2023 3 13
有限会社元木商事（法人
番号7480002016023）
代表者元木百合子

徳島県三好郡東みよし
町西庄字末石98番地

本社営業所
徳島県三好郡東
みよし町西庄字
末石98番地

輸送施設の使用停止
（30日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号、第4項

令和4年11月25日及び同年12月20日、労働局と合同で監査を実施した
ところ、6件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が
不適切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度を超え、また
所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこ
と（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4
項）、(2)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、1箇月の拘束
時間の限度を超えて乗務していた者があったこと（安全規則第3条第4
項）、(3)運転者の健康状態の把握が確実になされていなかったこと
（安全規則第3条第6項）、(4)運転者に対する点呼が確実になされてい
なかったこと（安全規則第7条第1項、第2項、第3項）、(5)運転者に対
する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと（安全規則第7条
第5項）、(6)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者
に対する指導監督が不適切であったこと（安全規則第10条第1項）

3 3

貨物 2023 3 23
株式会社耿葉商会（法人
番号6500001015098）
代表者高橋剛

愛媛県四国中央市寒川
町4765番地30

本社営業所
愛媛県四国中央
市寒川町4765-30

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和4年3月22日、異常気象時の措置義務違反の疑いにより監査を実施
したところ、1件の違反が確認された。(1)異常気象時等における輸送の
安全を確保するための措置が不適切であったこと（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第11条）

0 0



貨物 2023 3 24
豊陽有限会社（法人番号
1500002012883）代表
者豊水博之

愛媛県喜多郡内子町五
十崎甲1961番地1

本社営業所
愛媛県喜多郡内
子町五十崎甲
1961番地1

輸送施設の使用停止
（20日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号、第4項

令和4年11月30日、利用者等からの苦情等を端緒として監査を実施した
ところ、5件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が
不適切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度を超え、また
所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこ
と（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4
項）、(2)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、運転者が一
の運行における最初の勤務を開始してから最後の勤務を終了するまで
の時間が144時間を超えていた者がいたこと（安全規則第3条第4項）、
(3)運転者に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと
（安全規則第7条第5項）、(4)運転者の乗務について定められた事項の
記録が不適切であったこと（安全規則第8条）、(5)運行記録計による記
録が確実になされていなかったこと（安全規則第9条）

2 2

貨物 2023 3 29
有限会社山一運送（法人
番号8500002012662）
代表者山本峰生

愛媛県西予市城川町魚
成7476番地1

本社営業所
愛媛県西予市城
川町魚成7476番
地1

輸送施設の使用停止
（210日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法第8条第1項、第
17条第1項第1号、
第2号、第4項

令和4年12月7日及び令和5年1月12日、適正化実施機関からの通報を端
緒として監査を実施したところ、15件の違反が確認された。(1)事業計
画で定める自動車車庫について、事業計画どおり業務を行っていな
かったこと（貨物自動車運送事業法第8条第1項）、(2)運転者の健康状
態の把握が確実になされていなかったこと（貨物自動車運送事業輸送
安全規則（以下「安全規則」）第3条第6項）、(3)整備管理者に対し
て、法令で定められた研修を受講させていなかったこと（安全規則第3
条の4）、(4)運転者に対する点呼が確実になされていなかったこと（安
全規則第7条第1項、第2項、第3項）、(5)運転者に対する点呼の実施が
不適切であったこと（安全規則第7条第1項、第2項、第3項）、(6)アル
コール検知器を常時有効に保持していなかったこと（安全規則第7条第
4項）、(7)運転者に対する点呼の実施結果の記録が確実になされていな
かったこと（安全規則第7条第5項）、(8)運転者の乗務について定めら
れた事項の記録が確実になされていなかったこと（安全規則第8条）、
(9)運行記録計による記録が確実になされていなかったこと（安全規則
第9条）、(10)運転者台帳の作成が確実になされていなかったこと（安
全規則第9条の5第1項）、(11)事業用自動車の運行の安全を確保するた
めに必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと（安全規則
第10条第1項）、(12)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要
な運転者に対する指導監督の記録が確実になされていなかったこと
（安全規則第10条第1項）、(13)高齢運転者に対して事業用自動車の運
行の安全を確保するために遵守すべき事項についての特別な指導が不

21 21

貨物 2023 3 30

丸重ロジスティクス株式
会社（法人番号
9500001023511）代表
者真鍋興徳

愛媛県新居浜市田所町
4-68

本社営業所
愛媛県新居浜市
田所町4-68

輸送施設の使用停止
（10日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号、第4項

令和4年9月5日及び同年同月12日、労働局と合同で監査を実施したとこ
ろ、6件の違反が確認された。(1)運転者の健康状態の把握が確実になさ
れていなかったこと（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全
規則」）第3条第6項）、(2)運転者台帳の作成が確実になされていな
かったこと（安全規則第9条の5第1項）、(3)事業用自動車の運行の安
全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であった
こと（安全規則第10条第1項）、(4)事業用自動車の運行の安全を確保
するために必要な運転者に対する指導監督の記録が確実になされてい
なかったこと（安全規則第10条第1項）、(5)高齢運転者に対して事業
用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項についての特
別な指導が不適切であったこと（安全規則第10条第2項）、(6)運行管
理者に対して、法令で定められた講習を受講させていなかったこと
（安全規則第23条第1項）

1 1

乗合バス 2023 3 22

とさでん交通株式会社
（法人番号
9490001007796）代表
者樋口毅彦

高知県高知市桟橋通4丁
目12番7号

桟橋高知営
業所

高知県高知市桟
橋通5丁目1番1号

輸送施設の使用停止
（10日車）、文書警
告

道路運送法第27条第
3項

令和4年11月30日、同年12月26日及び令和5年1月18日、不適切運行等
を端緒として監査を実施したところ、5件の違反が確認された。(1)運転
者の健康状態の把握が確実になされていなかったこと（旅客自動車運
送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第21条第5項）、(2)運転者に対
する点呼の実施結果の記録が不適切であったこと（運輸規則第24条第5
項）、(3)運転者の乗務について定められた事項の記録が不適切であっ
たこと（運輸規則第25条第1項、第4項）、(4)事業用自動車の運行の安
全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であった
こと（運輸規則第38条第1項）、(5)高齢運転者に対して事業用自動車
の運行の安全を確保するために遵守すべき事項についての特別な指導
が不適切であったこと（運輸規則第38条第2項）

1 1

貸切バス 2023 4 21

有限会社幸観光バス（法
人番号
9300002007491）代表
者荒木俊勝

長崎県諫早市小長井町
大搦906-1

佐賀営業所
佐賀県藤津郡太
良町大字多良
7097-1

輸送施設の使用停止
（170日車）文書警告

道路運送法第27条第
3項、道路運送車両
法（以下「車両
法」）第48条、車両
法第49条

令和3年12月14日、監査実施。8件の違反が認められた。(1)運送引受書
の記載事項不備違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規
則」）第7条の2第1項）、(2)乗務時間等の基準の遵守違反（運輸規則
第21条第1項）、(3)乗務等の記録義務違反等（運輸規則第25条）、(4)
乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第25条）、(5)運行記録計による
記録（不実記載）違反（運輸規則第26条第1項）、(6)運行指示書の記
載事項義務違反（運輸規則第28条の2第1項）、(7)定期点検整備の実施
違反（運輸規則第45条、道路運送車両法(以下「車両法」)第48条）、
(8)点検整備記録簿の記載（不実記載）違反(運輸規則第45条、車両法第
49条)

17 17

貨物 2023 3 16
有限会社山入端運送(法
人番号4360002019800)
代表者謝花良貞

沖縄県名護市山入端841 本社営業所
沖縄県名護市山
入端841

輸送施設の停止（20
日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

令和4年11月16日、沖縄県公安委員会から通知のあった道路交通法令違
反を端緒とし監査実施。1件の違反が認められた。(1)過積載運送の引受
け（貨物自動車運送事業法第17条第3項）

15 2

貨物 2023 3 16
合名会社昭和運輸(法人
番号5360003003067)代
表者中村新

沖縄県うるま市与那城
饒辺116-1

本社営業所
沖縄県うるま市
与那城饒辺116-1

輸送施設の停止（20
日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

令和4年11月17日、沖縄県公安委員会から通知のあった道路交通法令違
反を端緒とし監査実施。1件の違反が認められた。(1)過積載運送の引受
け（貨物自動車運送事業法第17条第3項）

2 2

貸切バス 2023 5 2
栄楽観光株式会社（法人
番号1030001072530）
代表者髙原栄一

埼玉県さいたま市中央
区大字下落合1050

本社営業所
埼玉県桶川市大
字川田谷669-2

文書警告（処分日車
数50日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

道路運送法第１５条
第１項

令和4年10月19日及び令和4年11月25日、定期的な監査を実施。4件の
違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(道路運送法(以下｢運送
法｣)第15条第1項)､(2)事業計画の事前変更届出違反(運送法第15条第3
項)､(3)運行管理者の解任届出違反(運送法第23条第3項)､(4)整備管理者
変更の未届出(道路運送車両法第52条)

5 5

貸切バス 2023 5 9

ニュートン株式会社（法
人番号
1010901046718）代表
者佐藤正晃

東京都世田谷区喜多見
8-7-3ボヌール4階

町田営業所

東京都町田市小
野路町3171-1グ
リーンハイム広
瀬2階205号室

輸送施設の使用停止
（120日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第24条

令和4年6月20日及び令和4年7月1日、定期的な監査を実施。4件の違反
が認められた。(1)運送引受書の記載事項の不備(旅客自動車運送事業運
輸規則(以下｢運輸規則｣)第7条の2第1項)､(2)乗務時間等告示の遵守違反
(運輸規則第21条第1項)､(3)疾病のおそれのある乗務(運輸規則第21条第
5項)､(4)点呼の実施等義務違反(運輸規則第24条)

12 12

貸切バス 2023 5 1

イエスマップ株式会社
（法人番号
6120101029730）代表
者田嶋輝彦

大阪府堺市堺区鉄砲町
20番地12

本店
大阪府堺市西区
草部1745番地

警告
道路運送法第27条第
3項

令和5年2月22日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。3件の違反
が認められた。(1)運送引受書の交付義務違反【記載事項の不備】（旅
客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第7条の2第1項）、
(2)点呼の記録義務違反【記載事項の不備】（運輸規則第24条第5
項）、(3)乗務等の記録義務違反【記録事項の不備】（運輸規則第25条
第2項）

8 8

乗合バス 2023 3 3

西肥自動車株式会社（法
人番号
7310001005456）代表
者山口健二

長崎県佐世保市白南風
町8番17号

東部営業所
長崎県佐世保市
重尾町3385番地1

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年12月16日、監査実施。2件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則（以下｢運輸規則｣）第
21条第1項)、(2)乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条第1
項）

0 0



タクシー 2023 3 9

八幡第一交通株式会社
（法人番号
1290802013871）代表
者大橋健二

福岡県北九州市八幡西
区紅梅1丁目8番13号

八幡西営業
所

福岡県北九州市
八幡西区八枝3丁
目2‐39

文書警告
道路運送法第27項第
3項

令和5年3月1日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対す
る指導監督違反（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

乗合バス 2023 3 9
株式会社天領バス（法人
番号1320001010568）
代表者武内大

福岡県福岡市博多区東
平尾1丁目10番1号

本社営業所
福岡県福岡市博
多区東平尾1丁目
10番1号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和5年2月21日、監査実施。3件の違反が認められた。(1)乗務員台帳
の記載事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規
則」）第37条第1項）、(2)点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条
第5項）、(3)運転者に対する指導監督違反（運輸規則第38条第1項）

0 0

貨物 2023 3 16
泉海商運株式会社（法人
番号5120101041604）
代表者岡山健治

大阪府和泉市平井町
307-1

宮崎営業所
宮崎県都城市今
町7762番地6

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和4年9月15日、監査実施。2件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）」第3条第4項)、(2)乗務時間等の基準なお書き違反(安全規則第3
条第4項)

4 4

貨物 2023 3 16
海翔有限会社（法人番号
5340002013358）代表
者中野正彦

鹿児島県鹿児島市南栄4
丁目11-1

本社営業所
鹿児島県鹿児島
市南栄4丁目11-1

輸送施設の使用停止
（50日車）文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項第1号、
法第17条第4項

令和4年5月19日、監査実施。11件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）」第3条第4項)、(2)乗務時間等の基準なお書き違反(安全規則第3
条第4項)、(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(4)点呼の記録事
項義務違反(安全規則第7条第5項)、(5)事故の記録事項義務違反(安全規
則第9条の2)、(6)運行指示書に係る（作成、指示、携行）義務違反(安
全規則第9条の3第1項)、(7)運行指示書の記載事項義務違反(安全規則第
9条の3第1項)、(8)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第
1項)、(9)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(10)運
転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1項)、
(11)特定運転者に対する特別な指導監督違反(安全規則第10条第2項)

5 5

タクシー 2023 3 16

みなとタクシー株式会社
（法人番号
5290001037099）代表
者古野ミワ子

福岡県宗像市赤間駅前2
丁目3番6号

本社営業所
福岡県宗像市赤
間駅前2丁目3番6
号

輸送施設の使用停止
（20日車）文書警告

道路運送法第27条第
3項

令和4年9月9日､監査実施。4件の違反が認められた。(1)乗務時間等の
基準の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則（以下｢運輸規則｣）第21
条第1項)、(2)点呼の記録義務違反（運輸規則第24条第5項）、(3)乗務
員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条第1項）、(4)運転者に対
する指導監督違反（運輸規則第38条第1項）

6 6

タクシー 2023 3 20

熊交観光タクシー株式会
社（法人番号
2330001008767）代表
者山野一平

熊本県上益城郡益城町
広崎789番地

富士営業所
熊本県熊本市西
区花園2丁目11番
6号

輸送施設の使用停止
（112日車）文書警告

道路運送法第27条第
3項

令和4年6月3日、監査実施。12件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規
則」）第21条第1項）、(2)疾病、疲労等のおそれのある乗務（運輸規
則第21条第5項）、(3)点呼の実施義務違反（運輸規則第24条）、(4)点
呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条第5項）、(5)乗務等の記録事
項義務違反（運輸規則第25条）、(6)新任運転者に対する指導監督違反
（運輸規則第36条第2項）、(7)乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸
規則第37条第1項）、(8)運転者に対する指導監督違反（運輸規則第38
条第1項）、(9)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存
違反（運輸規則第38条第1項）、(10)特定運転者に対する特別な指導監
督違反（運輸規則第38条第2項）、(11)地理・応接の指導監督の記録、
保存義務違反（運輸規則第40条第3項）、(12)運行管理規程の制定義務
違反（運輸規則第48条の2）

12 12

貨物 2023 3 22

有限会社つしまエコサー
ビス（法人番号
1310002020245）代表
者岸良広大

長崎県対馬市美津島町
鶏知乙124番地3

本店営業所
長崎県対馬市美
津島町鶏知乙124
番地1

輸送施設の使用停止
（200日車）文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
11条、法第17条第1
項第1号、法第17条
第1項第2号、法第
17条第4項、法第24
条の3、法第24条の
4、法第60条第1
項、道路運送車両法
第48条

令和3年11月24日、監査実施。16件の違反が認められた。(1)運送約款
の掲示違反(貨物自動車運送事業法施行規則(以下「施行規則」)第13
条)、(2)疾病、疲労等のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安
全規則（以下「安全規則」）第3条第6項)、(3)定期点検整備の実施違反
(安全規則第3条の2、道路運送車両法第48条)、(4)点呼の実施義務違反
(安全規則第7条)、(5)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(6)乗
務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(7)運行記録計による記録義
務違反(安全規則第9条)、(8)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則
第9条の5第1項)、(9)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1
項)、(10)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反
(安全規則第10条第1項)、(11)特定運転者に対する特別な指導監督違反
(安全規則第10条第2項)、(12)特定運転者に対する適性診断受診義務違
反(安全規則第10条第2項)、(13)全従業員に対する指導監督義務違反(安
全規則第10条第4項)、(14)輸送の安全に関わる情報の公表違反(安全規
則第2条の8)、(15)損害賠償責任保険（共済）締結義務違反（施行規則
第14条第3号）、(16)報告義務違反(貨物自動車運送事業報告規則第2条
第1項)

20 20

貨物 2023 3 27
株式会社陽（法人番号
6340001015461）代表
者加塩忠勇

鹿児島県志布志市志布
志町帖3946番地8

都城営業所
宮崎県都城市梅
北町140

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

令和4年12月15日、監査実施。1件の違反が認められた。（1）過積載運
送(貨物自動車運送事業法第17条第3項)

2 2

貨物 2023 3 30
有限会社福恵通商(法人
番号3330002027030)代
表者薄田正義

熊本県八代市古閑中町
1172-5

本社営業所
熊本県八代市古
閑中町1172-5

輸送施設の使用停止
（40日車）文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
8条第1項、法第11
条、法第17条第1項
第１号、法第17条第
4項、法第60条第1
項

令和4年7月25日、監査実施。18件の違反が認められた。(1)事業計画
(休憩睡眠施設)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法
施行規則(以下「施行規則」)第2条第1項第5号)、(2)運送約款の掲示違
反(施行規則第13条)、(3)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則）第3条第4項)、(4)疾病、疲労等の
おそれのある乗務(安全規則第3条第6項)、(5)点呼の実施義務違反(安全
規則第7条)、(6)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(7)点呼の
記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(8)乗務等の記録義務違反(安
全規則第8条)、(9)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(10)運
行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(11)事故の記録事項義
務違反(安全規則第9条の2)、(12)運行指示書に係る（作成）義務違反
(安全規則第9条の3第1項)、(13)運転者台帳の作成義務違反(安全規則第
9条の5第1項)、(14)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5
第1項)、(15)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、
(16)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反(安全
規則第10条第1項)、(17)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(安
全規則第10条第2項)、(18)報告義務違反(貨物自動車運送事業報告規則
第2条第1項)

4 4

貨物 2023 3 30
田川農業協同組合（法人
番号9290805007178）
代表者田中秀信

福岡県田川市大字伊田
3550番地

葬祭セン
ター営業所

福岡県田川市大
字伊加利2191番
地の7

輸送施設の使用停止
（25日車）文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項第2号、
法第17条第4項、法
第60条第1項、道路
運送車両法第48条

令和4年8月23日、監査実施。6件の違反が認められた。(1)定期点検整
備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）
第3条の2)、(2)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(3)運転者に対す
る指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(4)運転者に対する指導監督の
記録又は指導監督の記録保存違反(安全規則第10条第1項)、(5)運転者に
対する指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1項)、(6)報告義
務違反(貨物自動車運送事業報告規則第2条第1項)

3 3

タクシー 2023 3 31

有限会社陣山タクシー
（法人番号
7290802014451）代表
者木原俊一

福岡県北九州市八幡西
区陣山2丁目1番地15号

本社営業所
福岡県北九州市
八幡西区陣山2丁
目1番地15号

文書警告
道路運送法第27項第
3項

令和5年3月24日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対
する指導監督違反（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

タクシー 2023 3 31

八幡第一交通株式会社
（法人番号
1290802013871）代表
者大橋健二

福岡県北九州市八幡西
区紅梅1丁目8番13号

黒崎営業所
福岡県北九州市
八幡西区紅梅1-
6-8

文書警告
道路運送法第27項第
3項

令和5年3月24日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対
する指導監督違反（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0



貨物 2023 4 25

株式会社東栄運送（法人
番号２４３０００１０１
１０８３）代表者早瀬寿
昭

北海道北広島市大曲工
業団地１丁目３番地１
８

本社営業所
北海道北広島市
大曲工業団地１
丁目３－１８

輸送施設の使用停止
（７０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項第１
号、法第１７条第４
項、法第２４条

令和４年９月２７日、公安委員会からの通報等を端緒として監査を実
施。９件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第
４項）、（２）乗務時間等の基準なお書きの遵守義務違反（一運行の
勤務時間）（安全規則第３条第４項）、（３）点呼の実施義務違反
（安全規則第７条第３項）、（４）事故の記録事項義務違反（安全規
則第９条の２）、（５）運行指示書の作成、指示又は携行義務違反
（安全規則第９条の３第１項から３項）、（６）運行指示書の記載事
項義務違反（安全規則第９条の３第１項）、（７）特定運転者に対す
る特別な指導義務違反（安全規則第１０条第２項）、（８）特定運転
者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第１０条第２項）、
（９）事故の届出義務違反（貨物自動車運送事業法第２４条）

7 7

貨物 2023 4 25

株式会社オートプラウ
ディア（法人番号２４３
０００１０５９８９０）
代表者船越谷和彦

北海道札幌市清田区美
しが丘２条９丁目１－
４

本社営業所
北海道札幌市清
田区美しが丘２
条９丁目１－４

輸送施設の使用停止
（１２０日車）及び
文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項第１
号、法第１７条第１
項第２号、法第１７
条第４項、法第２４
条

令和４年１２月８日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を
端緒として監査を実施。１０件の違反が認められた。（１）乗務時間
等の基準の遵守義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下
「安全規則」）第３条第４項）、（２）乗務時間等の基準なお書きの
遵守義務違反（一運行の勤務時間）（安全規則第３条第４項）、
（３）定期点検整備の実施義務違反（安全規則第３条の２）、（４）
点検整備記録簿等の記録の保存義務違反（安全規則第３条の２）、
（５）点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１項、第２項）、
（６）乗務等の記録事項義務違反（安全規則第８条）、（７）運行記
録計による記録の改ざん・不実記載（安全規則第９条）、（８）事故
の記録事項義務違反（安全規則第９条の２）、（９）運行指示書の記
載事項義務違反（安全規則第９条の３第１項）、（１０）事故の届出
義務違反（貨物自動車運送事業法第２４条）

12 12

貨物 2023 4 25

鈴丸商事運輸有限会社
（法人番号
1400002012349）代表
者鈴木和三郎

岩手県二戸市堀野字東
側53番地2

本社営業所
岩手県二戸市金
田一字上田面87-
2

輸送施設の使用停止
（40日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第4項

令和4年9月29日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、3件の違
反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第3条第4項）、（2）運行指示書
の作成義務違反（安全規則第9条の3第1項）、（3）運転者に対する指
導監督義務違反（安全規則第10条第1項）

4 4

タクシー 2023 4 11

株式会社青森中央ﾀｸｼｰ
（法人番号
8420001000189）代表
者橋本孝嗣

青森県青森市千富町2丁
目9番2号

本社営業所
青森県青森市千
富町2丁目9番地2
号

輸送施設の使用停止
（30日車）

道路運送法第27条第
3項

令和4年10月19日及び11月1日、監査方針を端緒として監査を実施した
結果、3件の違反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則（以下｢運輸規則｣）第38条第1項）、
（2）初任運転者及び高齢運転者に対する指導義務違反（運輸規則第38
条第2項）、（3）高齢運転者に対する運転適性診断受診義務違反（運
輸規則第38条第2項）

3 3

貸切バス 2023 5 18
株式会社なごみ（法人番
号3110001035295）代
表者夏川建夫

新潟県長岡市新産2丁目
3番1号

本社営業所
新潟県長岡市新
産2丁目3番1号

文書警告（処分日車
数20日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
（6）による）

道路運送法第15条第
1項

令和5年2月17日、監査実施。1件の違反が認められた。（1）事業計画
変更認可違反（道路運送法第15条第1項）

2 2

貨物 2023 4 7

郡東エクスプレス株式会
社（法人番号
6380001020672）代表
者荻原善光

福島県郡山市日和田町
高倉字荒田23

新潟営業所
新潟県北蒲原郡
聖籠町東港7丁目
5525－13

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項及び
同条第4項

令和4年9月21日、監査実施。5件の違反が認められた。（1）乗務時間
等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）（2）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1～3
項）（3）点呼の記録記載不備（安全規則第7条第5項）（4）乗務等の
記録記載不備（安全規則第8条）（5）運行指示書の作成義務違反（安
全規則第9条の3第1～3項）

3 3

貨物 2023 4 17

有限会社パール運輸（法
人番号
5230002002818）代表
者三澤武司

富山県富山市手屋3丁目
12－50

本社営業所
富山県富山市手
屋3丁目12－50

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項及び
同条第4項

令和4年12月22日、監査実施。7件の違反が認められた。（1）乗務時間
等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）（2）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1～2
項）（3）点呼の記録義務違反（安全規則第7条第5項）（4）点呼の記
録記載不備（安全規則第7条第5項）（5）乗務等の記録記載不備（安全
規則第8条）（6）運行指示書の作成義務違反（安全規則第9条の3第1～
3項）（7）運転者に対する指導監督違反（安全規則第10条第1項）

4 4

貨物 2023 4 20
長門運輸株式会社（法人
番号6100002016061）
代表者齋藤裕

長野県上田市塩川2500
番地53

松本営業所
長野県松本市波
田9174－1

輸送施設の使用停止
（110日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項及び
同条第4項

令和3年12月17日、監査実施。9件の違反が認められた。（1）乗務時間
等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）（2）1箇月の拘束時間に関する違反（安全規則第3
条第4項）（3）点呼の記録改ざん・不実記載（安全規則第7条第5項）
（4）乗務等の記録記載不備（安全規則第8条）（5）運転者台帳の記載
不備（安全規則第9条の5第1項）（6）運転者に対する指導監督違反
（安全規則第10条第1項）（7）運転者に対する指導監督の記録義務違
反（安全規則第10条第1項）（8）整備管理者の研修受講義務違反（安
全規則第3条の4）（9）運行管理者に対する指導監督違反（安全規則第
22条）

11 11

タクシー 2023 4 24
スズ交通株式会社（法人
番号1220001016906）
代表者大屋智子

石川県珠洲市野々江町
メ部57番地1号

本社営業所
石川県珠洲市
野々江町メ部57
番地1号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年10月26日、監査実施。1件の違反が認められた。（１）疾病、
疲労等のおそれのある乗務（旅客自動車運送事業運輸規則第21条第5
項）

0 0

貨物 2023 4 25

KOYOエクスプレス株式
会社（法人番号
1120101052324）代表
者樋井利恵

大阪府羽曳野市高鷲6丁
目14番14号

富山営業所
富山県射水市片
口335番1サイネ
リアK-1105号

輸送施設の使用停止
（50日車）

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
9条第3項、法第17
条第1項及び同条第4
項

令和4年7月7日、監査実施。5件の違反が認められた。（1）事業計画変
更事前届出違反（各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数違
反）（貨物自動車運送事業法施行規則（以下「施行規則」）第6条第1
項第1号）（2）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）（3）点呼の実施義務違反
（安全規則第7条第1～2項）（4）運行指示書の作成義務違反（安全規
則第9条の3第1～3項）（5）運行管理者に対する指導監督違反（安全規
則第22条）

5 5

貨物 2023 4 26

有限会社津南運輸商事
（法人番号
5110002025665）代表
者樋口良造

新潟県中魚沼郡津南町
大字外丸丁1444－3

本社営業所
新潟県中魚沼郡
津南町大字外丸
丁1444－3

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項及び
同条第4項

令和4年12月15日、監査実施。9件の違反が認められた。（1）乗務時間
等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）（2）定期点検整備の実施義務違反（安全規則第3
条の2、道路運送車両法第48条）（3）定期点検整備の実施義務違反
（安全規則第3条の2、道路運送車両法第48条）（4）定期点検整備の実
施義務違反（安全規則第3条の2、道路運送車両法第48条）（5）点呼の
実施義務違反（安全規則第7条第1～3項）（6）点呼の記録記載不備
（安全規則第7条第5項）（7）運行記録計による記録違反（安全規則第
9条）（8）運転者に対する指導監督違反（安全規則第10条第1項）
（9）特定の運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第10条第
2項）

4 4

貨物 2023 4 3

ナカヤマ運輸有限会社
（法人番号
6070002011339）代表
者坂本勝

群馬県高崎市上室田町
３３３１

本社
群馬県高崎市中
里見町４６８－
１

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年11月14日、監査
を実施。1件の違反が認められた。(1)点呼記録の記載事項違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）

0 0

貨物 2023 4 10
株式会社友和物流（法人
番号5040001030475）
代表者伊藤正

千葉県浦安市港６５ 港第二
千葉県浦安市港
６５

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

無免許運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和5年
2月20日、監査を実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対する指
導監督の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1
項）

0 0



貨物 2023 4 18
有限会社フジ商会（法人
番号9011702009740）
代表者佐藤迪久

東京都江戸川区新堀１
－４－１５

本社
東京都江戸川区
南小岩３－１３
－１２

輸送施設の使用停止
（270日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年7月27日及び同
年8月3日、監査を実施。13件の違反が認められた。(1)疾病のおそれの
ある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、(2)点呼の
実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(3)乗務等
記録の記載事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条）、(4)運
行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9
条）、(5)運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第1項）、(6)高齢運転者に対する指導監督違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、(7)高齢運転者に対する適性
診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、
(8)定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の
3、道路運送車両法第48条）、(9)運行管理者に対する指導及び監督違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条）、(10)事業計画の変更
認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、(11)事業計画事後届
出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）、(12)事業の適確な遂行
に係る遵守事項のうち社会保険等未加入（貨物自動車運送事業法第24
条の4、貨物自動車運送事業法施行規則第14条第2号）、(13)報告義務
違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

27 27

貨物 2023 4 18

鹿島シティフレイト株式
会社（法人番号
9050001020926）代表
者長谷川傑

茨城県神栖市柳川４１
２３

本社
茨城県神栖市柳
川４１２１－４

輸送施設の使用停止
（220日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第5項

救護措置義務違反があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、
令和4年5月27日及び同年6月27日、監査を実施。6件の違反が認められ
た。(1)乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第3条第4項）、(2)点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条）、(3)点呼記録の不実記載（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条第5項）、(4)乗務等記録の不実記載（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第8条）、(5)運行記録計による記録の不実記録（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第9条）、(6)運転者に対する指導監督違反等（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

22 22

貨物 2023 4 18
安田運輸株式会社（法人
番号5030001054145）
代表者安田隆章

埼玉県草加市原町３－
１９－３－２０４

本社
埼玉県草加市原
町３－１９－３
－２０４

輸送施設の使用停止
（165日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の3

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和4年6
月22日及び同年7月7日、監査を実施。11件の違反が認められた。(1)乗
務時間等告示の遵守違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第
4項）、(2)疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第3条第6項）、(3)点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第7条）、(4)運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第9条）、(5)運転者に対する指導監督違反等（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、(6)高齢運転者に対する指導
監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、(7)初
任・高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第2項）、(8)定期点検整備の実施違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第3条の3、道路運送車両法第48条）、(9)整備
管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の
5）、(10)事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1
項）、(11)事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3
項）

17 17

貨物 2023 4 25

株式会社フライアップ
（法人番号
9030001101777）代表
者山田ひろみ

埼玉県春日部市上蛭田
６３０－１関根マン
ション１０６

本社
埼玉県春日部市
水角８９９－６

輸送施設の使用停止
（170日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年7月22日、監査
を実施。12件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反等
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、(2)疾病のおそれの
ある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、(3)点呼の
実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(4)乗務等
記録の記載事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条）、(5)運
行記録計による記録の不実記録（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9
条）、(6)運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第1項）、(7)初任運転者に対する指導監督違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、(8)初任運転者に対する適
性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項）、(9)定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第3条の3、道路運送車両法第48条）、(10)整備管理者の研修受講義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の5）、(11)運行管理者
の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1
項）、(12)事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1
項）

17 17

貨物 2023 4 25 中西勝昭
東京都墨田区東向島３
－２３－１

本社
東京都墨田区東
向島３－２３－
１

輸送施設の使用停止
（90日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第5項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年8月4日、監査を
実施。8件の違反が認められた。(1)疾病のおそれのある乗務（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、(2)点呼の記録義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）、(3)乗務等記録の記載事項
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条）、(4)運転者に対する指
導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、(5)高
齢運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
10条第2項）、(6)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、(7)定期点検整備の実施違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3、道路運送車両法第48
条）、(8)報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

9 9

貨物 2023 4 25
青幸積運有限会社（法人
番号4030002051191）
代表者足達吉則

埼玉県草加市金明町字
道下２８１－９

座間
神奈川県座間市
ひばりが丘４－
２５－１６

輸送施設の使用停止
（85日車）

貨物自動車運送事業
法第24条の4

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年4月26日及び同
年5月13日、監査を実施。7件の違反が認められた。(1)点呼記録の記載
事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）、(2)運転者
に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1
項）、(3)定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第3条の3、道路運送車両法第48条）、(4)整備管理者の研修受講義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の5）、(5)運行管理者の講
習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項）、
(6)事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、(7)
事業の適確な遂行に係る遵守事項のうち社会保険等未加入（貨物自動
車運送事業法第24条の4、貨物自動車運送事業法施行規則第14条第2
号）

20 9

貨物 2023 4 25

山一産業運輸株式会社
（法人番号
4070001020268）代表
者坂本一男

群馬県邑楽郡大泉町大
字坂田３－１１－６

本社
群馬県邑楽郡大
泉町大字坂田３
－１１－６

輸送施設の使用停止
（70日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年7月12日、監査
を実施。6件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反等（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、(2)疾病のおそれのある
乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、(3)乗務等記録
の記載事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条）、(4)運転者
に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1
項）、(5)初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第10条第2項）、(6)運行管理者に対する指導及び監
督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条）

7 7



貨物 2023 4 25
株式会社新和物流（法人
番号2070001001724）
代表者久保明夫

群馬県前橋市鼻毛石町
２０１－２３

本社
群馬県前橋市鼻
毛石町２０１－
２３

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年7月19日、監査
を実施。6件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、(2)点呼の実施義務違反等
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(3)乗務等記録の記載事項
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条）、(4)運行記録計による
記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、(5)運行指示
書の作成義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3）、(6)
運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10
条第1項）

4 4

貨物 2023 4 25

有限会社小林英建材（法
人番号
4090002008327）代表
者小林和英

山梨県笛吹市御坂町下
黒駒３０８－１

本社
山梨県笛吹市御
坂町下黒駒３０
８－１

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年8月2日、監査を
実施。４件の違反が認められた。(1)疾病のおそれのある乗務（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、(2)運転者に対する指導監督
違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、(3)定期点
検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3、道路
運送車両法第48条）、(4)整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第3条の5）

3 3

貨物 2023 4 25

株式会社アオキ商事（法
人番号
9030001037278）代表
者麦島博昭

埼玉県草加市青柳６－
７－１１

本社
埼玉県草加市青
柳６－７－１１

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

救護措置義務違反があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、
令和4年8月18日、監査を実施。6件の違反が認められた。(1)乗務時間
等告示の遵守違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4
項）、(2)疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第3条第6項）、(3)運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第1項）、(4)高齢運転者に対する指導監督違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、(5)高齢運転者に
対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10
条第2項）、(6)報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

3 3

貨物 2023 4 25

東群太田トラック株式会
社（法人番号
8070001019752）代表
者齋藤勇

群馬県邑楽郡千代田町
新福寺２７５－４

小泉
群馬県邑楽郡千
代田町字新福寺
２７５－４

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年6月20日及び同
年9月21日、監査を実施。6件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示
の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、(2)点呼
の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(3)乗務
等記録の記載事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条）、(4)
運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9
条）、(5)運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第1項）、(6)報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条
第1項）

2 2

タクシー 2023 4 18

日本サントスキャブ株式
会社（法人番号
5020001004282）代表
者堀越優

神奈川県横浜市港南区
港南台7-53-14

本社
神奈川県横浜市
港南区港南台7-
53-14

輸送施設の使用停止
（40日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第5
項

令和4年9月13日、法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として監査を
実施。2件の違反が認められた。(1)健康状態の把握義務違反(旅客自動
車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第21条第5項)､(2)運転者に対する
指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)

4 4

タクシー 2023 4 18

株式会社ツバメタクシー
（法人番号
3030001076091）代表
者髙橋仁美

埼玉県川口市芝1-17-10 本社
埼玉県川口市芝
1-17-10

輸送施設の使用停止
（60日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和4年8月29日、救護義務違反があった旨公安委員会からの通知を端
緒として監査を実施。4件の違反が認められた。(1)点呼の記録義務違反
(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第24条第5項)､(2)運転者
に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(3)高齢運転者に対
する告示で定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､(4)高齢
運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)

6 6

タクシー 2023 4 18
株式会社ろけバス（法人
番号6180001072230）
代表者上田晋平

愛知県名古屋市名東区
高針1-703

上井草
東京都杉並区上
井草3-33-22-303

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第36条第2
項

令和5年1月12日、区域拡大を行ったことを端緒として監査を実施。1件
の違反が認められた。(1)新任運転者に対する指導監督義務違反(旅客自
動車運送事業運輸規則第36条第2項)

0 0

タクシー 2023 4 19
荏原交通株式会社（法人
番号8010701015412）
代表者磯珠代

東京都品川区荏原6-12-
12

久ヶ原
東京都大田区
久ヶ原5-1-22

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第24条第5
項

令和5年2月14日、労働局からの通知を端緒として監査を実施。2件の違
反が認められた。(1)点呼の記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則
(以下､運輸規則)第24条第5項)､(2)運転者に対する指導監督義務違反(運
輸規則第38条第1項)

0 0

タクシー 2023 4 25
株式会社丹沢交通（法人
番号4021002055811）
代表者田中博志

神奈川県足柄上郡松田
町松田惣領2348

東雲

東京都江東区東
雲2-6-25ｸﾚｽﾄﾌｫﾙ
ﾑ東京ｸﾞﾗﾝｲｰｽﾄ
711

輸送施設の使用停止
（40日車）

道路運送法第9条の3
第1項

令和4年10月7日及び令和4年10月27日、新規許可を受けたことを端緒
として監査を実施。2件の違反が認められた。(1)運賃料金変更認可違反
(道路運送法(以下､運送法)第9条の3第1項)､(2)営業区域外運送違反(運
送法第20条)

4 4

タクシー 2023 4 25
株式会社令和交通（法人
番号4040001111805）
代表者松崎龍一

千葉県白井市根77-1 本社
千葉県白井市根
77-1ﾋﾞｼﾞﾈｽﾎﾃﾙ白
井203号室

輸送施設の使用停止
（10日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和4年8月23日、法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として監査を
実施。3件の違反が認められた。(1)点呼の実施義務違反(旅客自動車運
送事業運輸規則(以下､運輸規則)第24条第1項､第2項)､(2)乗務記録の記
録事項の不備(運輸規則第25条)､(3)運転者に対する指導監督義務違反
(運輸規則第38条第1項)

1 1

タクシー 2023 4 25
鶴瀬交通株式会社（法人
番号5030001046398）
代表者森敬子

埼玉県富士見市大字上
南畑字池田2940-1

本社
埼玉県富士見市
大字上南畑字池
田2940-1

輸送施設の使用停止
（10日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第2
項

令和4年9月13日、法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として監査を
実施。3件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反
(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)38条第1項)､(2)高齢運転
者に対する告示で定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､
(3)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)

1 1

乗合バス 2023 4 11

川越観光自動車株式会社
（法人番号
7010601010084）代表
者石井英俊

東京都墨田区押上1-1-2 森林公園
埼玉県比企郡滑
川町大字羽尾字
両家3897-3

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和5年1月13日及び令和5年2月28日、法令違反の疑いがあることを端
緒に監査を実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督
等義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

貨物 2023 4 11

株式会社ブルーマックス
（法人番号
3080401012542)代表者
和田晃志

静岡県浜松市西区湖東
町3380番地

本社営業所
静岡県浜松市西
区湖東町3380番
地

輸送施設の使用停止
(60日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和4年9月21日､重傷事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡8件の違反が認められた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運
送事業法施行規則第2条第1項第4号)､(2)乗務時間等基準告示の遵守違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(3)健康診断未受診(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)､(4)点呼の実施義務違反(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(5)点呼の記録記
載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(6)業務の記
録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(7)運行記録
計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(8)運
行管理補助者の要件違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3
項)

6 6

貨物 2023 4 12
株式会社神戸運輸（法人
番号9200001016553)代
表者小川幸書

岐阜県安八郡神戸町大
字和泉282番地の2

本社営業所
岐阜県安八郡神
戸町大字和泉字
川中島282-2

輸送施設の使用停止
(50日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和4年8月31日､監査方針に基づき監査を実施｡9件の違反が認められ
た｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第4項)､(2)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条の5)､(3)過積載運行禁止違反(貨物自動車運送事業法
第17条第3項)､(4)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条第1項及び第2項)､(5)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第5項)､(6)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第7条第5項)､(7)運転者等台帳の記載事項等不備(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(8)特定の運転者に対する
指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(9)特定
の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第10条第2項)

5 5



貨物 2023 4 17
株式会社誠隆（法人番号
6180001125442)代表者
越智誠

愛知県名古屋市中川区
東中島町5丁目60番

本社営業所
愛知県名古屋市
中川区東中島町
五丁目60番

輸送施設の使用停止
(100日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和4年9月13日及び令和5年1月23日､死亡事故を引き起こしたことを
端緒として､監査を実施｡11件の違反が認められた｡(1)事業計画の変更
認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)､(2)配置車
両数違反(貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1号)､(3)乗務時
間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4
項)､(4)一の運行の勤務時間遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第3条第4項)､(5)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3
条第6項)､(6)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条第5項)､(7)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条)､(8)運行指示書による指示義務違反(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第9条の3第1項)､(9)運転者に対する指導監督義務違
反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(10)運転者に対する
指導監督記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第
1項)､(11)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第2項)

11 10

貨物 2023 4 19

有限会社アサドリ開発
（法人番号
2200002015247)代表者
村瀬三郎

岐阜県揖斐郡揖斐川町
上野2190-15

本社営業所
岐阜県揖斐郡揖
斐川町上野2178-
2

輸送施設の使用停止
(20日車)

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

令和4年12月27日､公安委員会からの通知を端緒として､監査を実施｡1件
の違反が認められた｡(1)過積載運行禁止違反(貨物自動車運送事業法第
17条第3項)

2 2

貨物 2023 4 19

東洋冷蔵フード＆ロジス
ティクス株式会社（法人
番号4080001008691)代
表者近藤克彦

静岡県静岡市清水区島
崎町161-13

本社営業所
静岡県静岡市清
水区島崎町173-5

輸送施設の使用停止
(20日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和4年8月23日､死亡事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡6件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)点呼の実施義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)､(3)運転
者等台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5
第1項)､(4)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第1項)､(5)運転者に対する指導監督記録義務違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(6)事業報告書及び事業実績
報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項)

2 2

貨物 2023 4 19
松阪運輸株式会社（法人
番号8190001010996)代
表者川口潤

三重県松阪市塚本町131 本社営業所
三重県松阪市塚
本町131

輸送施設の使用停止
(20日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

令和4年9月8日､監査方針に基づき､監査を実施｡4件の違反が認められ
た｡(1)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第1項)､(2)運転者に対する指導監督記録記載事項不備(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(3)特定の運転者に対する指
導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(4)特定の
運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第10条第2項)

2 2

貨物 2023 4 26
株式会社レーベン（法人
番号8180002075288)代
表者永川美利

愛知県丹羽郡大口町下
小口二丁目467番地

川島営業所
岐阜県各務原市
川島小網町字本
田浦1919番地1

輸送施設の使用停止
(30日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和4年8月29日及び令和4年9月7日､監査方針に基づき､監査を実施｡8
件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(3)点呼の実施不適切(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(4)点呼の記録義
務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)点呼の記録記
載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(6)業務の記
録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(7)運行記録
計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(8)運
転者等台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5
第1項)

3 3

貨物 2023 4 26

笠井合同小型運送株式会
社（法人番号
1080401023153)代表者
渡邊照男

静岡県浜松市中区高丘
東1丁目2番38号

本社営業所
静岡県浜松市中
区高丘東1丁目2-
38

輸送施設の使用停止
(130日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和4年9月6日及び令和4年10月6日､監査方針に基づいて監査を実施｡
15件の違反が認められた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送
事業法施行規則第2条第1項第4号)､(2)乗務時間等基準告示の遵守違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(3)健康診断未受診(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)､(4)定期点検未実施(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条の3)､(5)整備管理者の研修受講義務違
反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の5)､(6)点呼の実施義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)､
(7)点呼の実施不適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び
第2項並びに第3項)､(8)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条第5項)､(9)業務の記録記載事項不備(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第8条)､(10)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第9条の3第1項)､(11)運転者等台帳の作成義務違反(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(12)運転者等台帳の記
載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(13)特
定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
10条第2項)､(14)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(15)事業実績報告書未提出(貨物自
動車運送事業法第60条第1項)

13 13

貨物 2023 4 26
株式会社奥村建材（法人
番号5180301004685)代
表者鈴木敏孝

愛知県岡崎市宇頭町字
後久11番地1

本社営業所
愛知県岡崎市宇
頭町字後久11番
地1

輸送施設の使用停止
(90日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

令和4年10月19日､関係機関からの情報を端緒として､監査を実施｡10件
の違反が認められた｡(1)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条第6項)､(2)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第3条の5)､(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(4)点呼の記録記載事項不備(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)業務の記録記載事項不備
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(6)業務の記録保存義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(7)運行記録計による記録保
存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(8)特定の運転者
に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項)､(9)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第2項)､(10)事業報告書及び事業実績報告書未提出
(貨物自動車運送事業法第60条第1項)

9 9

貨物 2023 4 26
株式会社ＳＣＣ近藤（法
人番号9190001022818)
代表者近藤剛

三重県鈴鹿市深溝町
1647番地の2

本社営業所
三重県鈴鹿市深
溝町3655番地3

輸送施設の使用停止
(30日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

令和4年10月27日､関係機関からの情報を端緒として､監査を実施｡7件の
違反が認められた｡(1)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第6項)､(2)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第7条第5項)､(3)運転者等台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(4)特定の運転者に対する指導義務違
反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(5)特定の運転者に
対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第
2項)､(6)損害賠償の支払能力確保義務違反(貨物自動車運送事業法第24
条の4)､(7)事業報告書及び事業実績報告書未提出(貨物自動車運送事業
法第60条第1項)

3 3

貨物 2023 4 28

横浜低温流通株式会社
（法人番号
4021001020618)代表者
伊澤進

神奈川県厚木市酒井
3001

沼津営業所
静岡県三島市梅
名447-6

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

令和5年3月13日、重傷事故を引き起こしたことを端緒として、監査を
実施。2件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）､(2)運転者に対する
指導監督記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1
項）

0 0



タクシー 2023 4 19

有限会社水窪タクシー
（法人番号
5080402014619)代表者
守屋孝

静岡県浜松市天竜区水
窪町奥領家2955-1

本社営業所
静岡県浜松市天
竜区水窪町奥領
家2955-1

輸送施設の使用停止
(60日車)及び文書警
告

旅客自動車運送事業
運輸規則第45条

令和4年11月14日、監査方針に基づき、監査を実施。2件の違反が認め
られた。(1)業務等の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第
25条第3項)､(2)無車検運行(旅客自動車運送事業運輸規則第45条)

6 6

タクシー 2023 4 19

名鉄東部交通株式会社
（法人番号
3180301019438)代表者
大竹宏

愛知県豊田市広久手町2
丁目28番地1号

知立営業所
愛知県知立市上
重原町鳥居175番
地

輸送施設の使用停止
(30日車)及び文書警
告

道路運送法第13条

令和4年9月9日、監査方針に基づき、監査を実施。3件の違反が認めら
れた。(1)運送引受義務違反(道路運送法第13条)､(2)運転者に対する指
導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)､(3)運転者
等に対する地理､応接の指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則
第39条)

6 3

タクシー 2023 4 19

尾張小牧タクシー株式会
社（法人番号
2180001075831)代表者
長屋壽美

愛知県小牧市小牧原三
丁目128番地

本社営業所
愛知県小牧市小
牧原三丁目128番
地

輸送施設の使用停止
(30日車)

道路運送法第13条
令和4年9月7日、監査方針に基づき、監査を実施。1件の違反が認めら
れた。(1)運送引受義務違反(道路運送法第13条)

3 3

タクシー 2023 4 26
近藤育男（さくらタク
シー）

静岡県浜松市東区豊町
1979番地の2

さくらタク
シー

静岡県浜松市東
区豊町1979番地
の2

輸送施設の使用停止
(60日車)

旅客自動車運送事業
運輸規則第45条

令和4年11月28日、監査方針に基づき、監査を実施。1件の違反が認め
られた。(1)無車検運行(旅客自動車運送事業運輸規則第45条)

6 6

タクシー 2023 4 28

二葉タクシー株式会社
（法人番号
5180001015446)代表者
西村知晃

愛知県名古屋市南区大
磯通5丁目3番地1号

本社営業所
愛知県名古屋市
南区大磯通5丁目
3番地1､2､3号

輸送施設の使用停止
(120日車)及び文書警
告

道路運送法第25条

令和4年9月22日、無免許運転を端緒として、監査を実施。7件の違反が
認められた。(1)運転者の制限違反(道路運送法第25条)､(2)運転者に対
する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)､(3)
運転者に対する指導監督記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規
則第38条第1項)､(4)特定の運転者に対する指導義務違反(旅客自動車運
送事業運輸規則第38条第2項)､(5)特定の運転者に対する運転適性診断未
受診(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)､(6)整備管理者の研修
受講義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第46条)､(7)運行管理者に対
する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第48条の3)

12 12

貸切バス 2023 5 16

トラスポ4166合同会社
（法人番号
1140003011038）代表
者髙橋清人

兵庫県神戸市西区水谷1
丁目5-9

神戸
兵庫県神戸市西
区水谷1丁目5-9

警告(処分日車数30日
車のため、一般貸切
旅客自動車運送事業
者に対する行政処分
等の基準3．(6)によ
る)

道路運送法第27条第
3項

令和5年2月21日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。運行記録計による記録義務違反【記録なし】(旅客自動
車運送事業運輸規則第26条第1項）

12 3

貨物 2023 4 3
栗山運輸株式会社（法人
番号2140001078284）
代表者柴田浩司

兵庫県神戸市西区神出
町小束野9番地の86

神戸
兵庫県神戸市西
区神出町小束野9
番地の86

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
法第9条第3項前段

令和4年7月20日及び同年9月2日、公安委員会からの通報を端緒に監査
を実施。10件の違反が認められた。（1）事業計画変更事前届出違反
【各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数違反】（貨物自動
車運送事業法施行規則第6条第1項第1号）、（2）「貨物自動車運送事
業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵
守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条
第4項）、（3）点検整備記録簿等の記載違反等【記録の保存】（安全
規則第3条の3第2項、道路運送車両法第49条）、（4）点呼の実施違反
【未実施】（安全規則第7条第1項～第3項）、（5）点呼の記録違反
【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、（6）乗務等の記録違
反【記載事項等の不備】（安全規則第8条）、（7）運行記録計による
記録違反【記録】（安全規則第9条）、（8）運行指示書【記載事項等
の不備】(安全規則第9条の3第1項～第3項)、（9）「貨物自動車運送事
業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」（以
下「指導監督告示」）による運転者に対する指導及び監督違反【一部
不適切】（安全規則第10条第1項）、（10）指導監督告示による運転者
に対する特別な指導及び運転適性診断受診義務違反【運転適性診断の
受診状況】（安全規則第10条第2項）

2 2

貨物 2023 4 4
嶋本運輸株式会社（法人
番号6130001010839）
代表者嶋本勇次郎

京都府京都市南区吉祥
院嶋出在家町3-1

本社
京都府京都市南
区吉祥院嶋出在
家町3-1

輸送施設の使用停止
（170日車）

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

令和4年10月21日、前回行政処分の違反項目の改善が見受けられなかっ
たことを端緒に監査を実施。7件の違反が認められた。（1）事業計画
変更認可違反【自動車車庫の位置及び収容能力違反】（貨物自動車運
送事業法施行規則第2条第1項第5号）、（2）「貨物自動車運送事業の
事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」（以下
「乗務時間等告示」）の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
（以下「安全規則」）第3条第4項）、（3）乗務時間等告示なお書きの
遵守違反（一運行の勤務時間）（安全規則第3条第4項）、（4）点呼の
実施違反【未実施】（安全規則第7条第1項～第3項）、（5）点呼の記
録違反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、（6）乗務等の
記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第8条）、（7）運行指示書
【記載事項等の不備】(安全規則第9条の3第1項～第3項)

25 17

貨物 2023 4 5
株式会社山本急配（法人
番号8150001010208）
代表者山本治郎

奈良県宇陀市芝生310番
地7

本店
奈良県宇陀市小
附1234番地2

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和5年2月9日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。2件の違反
が認められた。(1)疾病、疲労等のおそれのある乗務（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第6項）、(2)整備管理者
の選任（変更）の未届出、虚偽届出【選任（変更）の未届出に係るも
の】（安全規則第3条の3、道路運送車両法第52条）

0 0

貨物 2023 4 6
正亀運送株式会社（法人
番号7150001009812）
代表者亀井俊宏

奈良県桜井市大字東新
堂668-1

本社
奈良県桜井市大
字三輪699番地の
8

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和4年9月2日及び同年11月24日、労働局からの通報を端緒に監査を実
施。3件の違反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自
動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、
（2）点呼の実施違反【未実施】（安全規則第7条第1項～第3項）、
（3）点呼の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）

3 3

貨物 2023 4 6
株式会社小池（法人番号
7120001043095）代表
者小池理栄

大阪府大阪市西区南堀
江2-3-4-903

本社
大阪府大阪市西
区南堀江1-18-11

輸送施設の使用停止
（160日車）

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

令和4年11月17日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。10件の違
反が認められた。（1）事業計画変更認可違反【自動車車庫の位置及び
収容能力違反】（貨物自動車運送事業法施行規則（以下「施行規
則」）第2条第1項第5号）、（2）事業計画変更認可違反【乗務員の休
憩・睡眠施設の位置及び収容能力違反】（施行規則第2条第1項第6
号）、（3）事業計画変更事後届出違反【営業所又は荷扱所の名称、位
置（利用運送のみに係るもの及び運輸局長が指定する区域内における
ものに限る。）の変更違反】（施行規則第7条第1項第2号、第3号）、
（4）疾病、疲労等のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全
規則（以下「安全規則」）第3条第6項）、（5）点検整備違反【定期点
検整備等の未実施】（安全規則第3条の3、道路運送車両法第48条）、
（6）整備管理者の研修受講義務違反【研修未受講】（安全規則第3条
の5）、（7）点呼の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第
5項）、（8）乗務等の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第8
条）、（9）運転者台帳【記載事項等の不備】（安全規則第9条の5第1
項）、（10）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対し
て行う指導及び監督の指針」による運転者に対する特別な指導及び運
転適性診断受診義務違反【運転適性診断の受診状況】（安全規則第10
条第2項）

16 16

貨物 2023 4 10
株式会社Ｗｉｌｌ（法人
番号4130001027835）
代表者辰巳清司

京都府京都市伏見区三
栖向町755

本社
京都府京都市伏
見区三栖向町755
番地

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運動事業
法第17条第3項

令和4年12月21日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。1件の
違反が認められた。（1）過積載運送の引受け、指示等【過積載による
運送の引受け】（貨物自動車運送事業法第17条第3項）

2 2



貨物 2023 4 11
株式会社金沢実業（法人
番号4122001014450）
代表者金沢雄大

大阪府東大阪市川田3丁
目3番14号

本社
大阪府東大阪市
川田3丁目3番14
号

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和4年8月9日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。5件の違
反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者
の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）点呼の実施
違反【未実施】（安全規則第7条第1項～第3項）、（3）点呼の記録違
反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、（4）運行指示書
【作成、指示又は携行の義務違反】(安全規則第9条の3第1項～第3
項)、（5）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して
行う指導及び監督の指針」による運転者に対する指導及び監督違反
【一部不適切】（安全規則第10条第1項）

2 2

貨物 2023 4 11
広和運輸株式会社（法人
番号7120901009369）
代表者海原広和

大阪府摂津市鳥飼上4-
11-18

本社
大阪府摂津市鳥
飼上4-11-18

輸送施設の使用停止
（120日車）

貨物自動車運動事業
法第17条第1項第1
号

令和4年6月24日及び同年10月17日、公安委員会からの通知を端緒に監
査を実施。6件の違反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事
業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4
項）、（2）疾病、疲労等のおそれのある乗務（安全規則第3条第6
項）、（3）点呼の実施違反【未実施】（安全規則第7条第1項～第3
項）、（4）点呼の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5
項）、（5）乗務等の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第8
条）、（6）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して
行う指導及び監督の指針」による運転者に対する特別な指導及び運転
適性診断受診義務違反【運転適性診断の受診状況】（安全規則第10条
第2項）

21 12

貨物 2023 4 12
株式会社彰通商（法人番
号7120101044844）代
表者中山孝二

大阪府阪南市尾崎町
537-3

本社
大阪府阪南市尾
崎町537-3

輸送施設の使用停止
（50日車）

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

令和4年9月8日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。9件の違反
が認められた。（1）事業計画変更認可違反【自動車車庫の位置及び収
容能力違反】（貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第5号）、
（2）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗
務時間に係る基準」（以下「乗務時間等告示」）の遵守違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（3）
乗務時間等告示なお書きの遵守違反（一運行の勤務時間）（安全規則
第3条第4項）、（4）整備管理者の研修受講義務違反【研修未受講】
（安全規則第3条の5）、（5）点呼の実施違反【未実施】（安全規則第
7条第1項～第3項）、（6）点呼の記録違反【記載事項等の不備】（安
全規則第7条第5項）、（7）運行指示書【作成、指示又は携行の義務違
反】(安全規則第9条の3第1項～第3項)、（8）運行管理者の講習受講義
務違反（安全規則第23条第1項）、（9）報告義務違反（貨物自動車運
送事業法第60条第1項）

5 5

貨物 2023 4 18

合同会社ＦＲＥＥＤＯＭ
ＥＸＰＲＥＳＳ（法人番
号7120103002156）代
表者森本浩史

大阪府堺市中区田園387
番地9

南大阪
大阪府羽曳野市
伊賀188番地の3

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

公安委員会からの道路交通法第１０８条の３４の規定に基づく通知件
数(放置行為)が過去1年以内に３件に達した。（1）運転者の指導監督義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

1 0

貨物 2023 4 19

株式会社ミドルフィール
ドサービス（法人番号
3120101023133）代表
者田中真也

大阪府堺市美原区平尾
2353-1

本社
大阪府堺市東区
大美野2-3ハイム
上高地506

輸送施設の使用停止
（100日車）

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

令和4年9月2日及び同年10月20日、労働局からの通報を端緒に監査を実
施。12件の違反が認められた。（1）事業計画変更認可違反【乗務員の
休憩・睡眠施設の位置及び収容能力違反】（貨物自動車運送事業法施
行規則（以下「施行規則」）第2条第1項第6号）、（2）事業計画変更
事後届出違反【営業所又は荷扱所の名称、位置（利用運送のみに係る
もの及び運輸局長が指定する区域内におけるものに限る。）の変更違
反】（施行規則第7条第1項第2号、第3号）、（3）「貨物自動車運送事
業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」（以
下「乗務時間等告示」）の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（4）乗務時間等告示なお書き
の遵守違反（一運行の勤務時間）（安全規則第3条第4項）、（5）疾
病、疲労等のおそれのある乗務（安全規則第3条第6項）、（6）（7）
点呼の実施違反【未実施】【不適切】（安全規則第7条第1項～第3
項）、（8）点呼の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5
項）、（9）運行記録計による記録違反【記録】（安全規則第9条）、
（10）運行指示書【作成、指示又は携行の義務違反】(安全規則第9条
の3第1項～第3項)、（11）運転者台帳【記載事項等の不備】（安全規
則第9条の5第1項）、（12）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の
運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する特別
な指導及び運転適性診断受診義務違反【運転適性診断の受診状況】
（安全規則第10条第2項）

10 10

貨物 2023 4 19

株式会社オーエスジェ
（法人番号
1120101052555）代表
者阪口勝彦

大阪府南河内郡河南町
一須賀15-1

本社
大阪府南河内郡
河南町一須賀15-
1

輸送施設の使用停止
（140日車）

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

令和4年9月8日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。11件の違
反が認められた。（1）事業計画変更認可違反【営業所の位置（運輸局
長が指定する区域外に限る。）の違反】（貨物自動車運送事業法施行
規則（以下「施行規則」）第2条第1項第2号）、（2）事業計画変更認
可違反【乗務員の休憩・睡眠施設の位置及び収容能力違反】（施行規
則第2条第1項第6号）、（3）事業計画変更事後届出違反【主たる事務
所の名称及び位置の変更違反】（施行規則第7条第1項第1号）、（4）
疾病、疲労等のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則
（以下「安全規則」）第3条第6項）、（5）整備管理者の研修受講義務
違反【研修未受講】（安全規則第3条の5）、（6）点呼の記録違反【記
録】（安全規則第7条第5項）、（7）乗務等の記録違反【記載事項等の
不備】（安全規則第8条）、（8）運行記録計による記録違反【記録】
（安全規則第9条）、（9）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の
運転者に対して行う指導及び監督の指針」（以下「指導監督告示」）
による運転者に対する指導及び監督違反【大部分不適切】（安全規則
第10条第1項）、（10）指導監督告示による運転者に対する特別な指導
及び運転適性診断受診義務違反【運転適性診断の受診状況】（安全規
則第10条第2項）、（11）運行管理者の講習受講義務違反（安全規則第
23条第1項）

14 14

貨物 2023 4 19
有限会社甲南運輸（法人
番号9160002005576）
代表者伊藤暢雄

滋賀県甲賀市甲南町柑
子891

本社
滋賀県甲賀市甲
南町柑子891

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

令和4年9月9日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。4件の違反
が認められた。（1）事業計画変更認可違反【各営業所に配置する事業
用自動車の種別違反、種別ごとの数違反】（貨物自動車運送事業法施
行規則第2条第1項第3号）、（2）「貨物自動車運送事業の事業用自動
車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（3）
整備管理者の選任（変更）の未届出、虚偽届出【選任（変更）の未届
出に係るもの】（安全規則第3条の3、道路運送車両法第52条）、（4）
点呼の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）

1 1



貨物 2023 4 20

株式会社セーフティー
（法人番号
6120101043599）代表
者松永都々夢

大阪府和泉市伏屋町2-
4-2

本社
大阪府和泉市伏
屋町2-4-2

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和4年8月26日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。7件の違反
が認められた。（1）疾病、疲労等のおそれのある乗務（貨物自動車運
送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第6項）、（2）整備管
理者の研修受講義務違反【研修未受講】（安全規則第3条の5）、（3）
点呼の実施違反【未実施】（安全規則第7条第1項～第3項）、（4）点
呼の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、（5）乗
務等の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第8条）、（6）運転
者台帳【記載事項等の不備】（安全規則第9条の5第1項）、（7）「貨
物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監
督の指針」による運転者に対する指導及び監督違反【大部分不適切】
（安全規則第10条第1項）

2 2

貨物 2023 4 24

株式会社アールジービー
ロジ(法人番号
1130001068774)代表者
反保広美

京都府長岡京市泉が丘9
番地の3

本社

京都府乙訓郡大
山崎町円明寺若
宮前10-62ラブ
リー円明寺201号

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和5年3月17日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。1件
の違反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運
転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第3条第4項）

0 0

貨物 2023 4 26
有限会社荒木運輸（法人
番号4120102016093）
代表者荒木隆

大阪府堺市西区築港新
町1丁5番8号

本社

大阪府松原市阿
保3丁目1番23号
フレックスビル
304号

輸送施設の使用停止
（150日車）

貨物自動車運動事業
法第17条第1項第1
号

令和4年8月31日及び同年12月21日、関係機関からの情報を端緒に監査
を実施。8件の違反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業
用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4
項）、（2）疾病、疲労等のおそれのある乗務（安全規則第3条第6
項）、（3）点検整備違反【定期点検整備等の未実施】（安全規則第3
条の3、道路運送車両法第48条）、（4）点呼の実施違反【未実施】
（安全規則第7条第1項～第3項）、（5）点呼の記録違反【記載事項等
の不備】（安全規則第7条第5項）、（6）乗務等の記録違反【記載事項
等の不備】（安全規則第8条）、（7）運行記録計による記録違反【記
録】（安全規則第9条）、（8）運転者台帳【記載事項等の不備】（安
全規則第9条の5第1項）

15 15

貨物 2023 4 26

有限会社納品ライナー
（法人番号
1120002004655）代表
者尾竹優

大阪府門真市沖町8-7 本社
大阪府門真市沖
町8-7

輸送施設の使用停止
（190日車）

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

令和4年11月10日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。12件の違
反が認められた。（1）事業計画変更認可違反【自動車車庫の位置及び
収容能力違反】（貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第5号）、
（2）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗
務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
（以下「安全規則）第3条第4項）、（3）疾病、疲労等のおそれのある
乗務（安全規則第3条第6項）、（4）点検整備違反【定期点検整備等の
未実施】（安全規則第3条の3、道路運送車両法第48条）、（5）整備管
理者の研修受講義務違反【研修未受講】（安全規則第3条の5）、（6）
点呼の実施違反【未実施】（安全規則第7条第1項～第3項）、（7）点
呼の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、（8）乗
務等の記録違反【記録】（安全規則第8条）、（9）運行記録計による
記録違反【記録】（安全規則第9条）、（10）「貨物自動車運送事業者
が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運
転者に対する指導及び監督違反【大部分不適切】（安全規則第10条第1
項）、（11）運行管理者の講習受講義務違反（安全規則第23条第1
項）、（12）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

19 19

貨物 2023 4 26
株式会社山川運送（法人
番号6130001009749）
代表者山川美和

京都府京都市伏見区羽
束師菱川町395

本社
京都府京都市伏
見区羽束師菱川
町395

輸送施設の使用停止
（70日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和4年9月7日、同年10月14日及び同年11月15日、法令違反の疑いが
あることを端緒に監査を実施。3件の違反が認められた。（1）「貨物
自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係
る基準」の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全
規則）第3条第4項）、（2）無車検運行（安全規則第3条の3、道路運送
車両法第58条第1項）、（3）点呼の記録違反【記載事項等の不備】
（安全規則第7条第5項）

7 7

貨物 2023 4 28
水間急配株式会社（法人
番号3120001031723）
代表者横田洋一

大阪府大阪市住之江区
南港東3丁目2番40号

大阪南港
大阪府大阪市住
之江区南港東3丁
目2-40

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和4年9月20日、労働局からの通報を端緒に監査を実施。2件の違反が
認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤
務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第4項）、（2）点呼の記録違反【記載事項等の不備】
（安全規則第7条第5項）

2 2

タクシー 2023 4 4 平岡純一 大阪府豊中市
平岡タク
シー

大阪府豊中市 警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第27条第3
項

令和5年2月17日及び令和5年3月3日、公安委員会からの通報を端緒とし
て調査を実施。1件の違反が認められた。一般準則（職務遂行の指導、
措置）違反（旅客自動車運送事業運輸規則第2条第3項）

0 0

タクシー 2023 4 7

Ｋ２ＪＡＰＡＮｗｅｓｔ
株式会社（法人番号
9120001235351）代表
宮城永次

大阪府大阪市大正区南
恩加島5-1-25

本社営業所
大阪府大阪市大
正区南恩加島5-
1-25

輸送施設の使用停止
道路運送法第27条第
3項

令和4年9月27日、譲渡譲受を端緒として監査を実施。5件の違反が認め
られた。（1）疾病、疲労等のおそれのある乗務【未受診者2名】（旅
客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第21条第5項）、
（2）乗務等の記録義務違反【記録事項の不備】（運輸規則第25条第3
項、第4項）、（3）「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者
に対して行う指導及び監督の指針」（平成13年国土交通省告示第１６
７６号）による運転者に対する指導監督義務違反【一部不適切】（運
輸規則第38条第1項）、（4）指導要領制定義務違反（運輸規則第40条
第1項）、（5）乗務員服務規律制定義務違反（運輸規則第41条）

2 2

乗合バス 2023 4 25
全但バス株式会社（法人
番号4140001046537）
代表者村上宣人

兵庫県養父市八鹿町八
鹿１１３番地１号

豊岡
兵庫県豊岡市梶
原３３７番地１
号

警告
道路運送法第27条第
3項

令和5年1月27日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。｢旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対し
て行う指導及び監督の指針｣（平成13年国土交通省告示第１６７６号）
による運転者に対する指導監督義務違反【一部不適切】(旅客自動車運
送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

乗合バス 2023 4 28
京都バス株式会社(法人
番号8130001002355)代
表者吉本直樹

京都府京都市右京区嵯
峨明星町１番地１号

嵐山営業所
京都府京都市右
京区嵯峨明星町
１番地１号

警告
道路運送法第27条第
3項

令和5年3月15日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。｢旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対し
て行う指導及び監督の指針｣（平成13年国土交通省告示第１６７６号）
による運転者に対する指導監督義務違反【一部不適切】（旅客自動車
運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

貸切バス 2023 5 16
船木鉄道株式会社（法人
番号6250001003987）
代表者田中敬一

山口県宇部市大字船木
980番地

船木
山口県宇部市大
字船木柿ノ木田
977番1

文書警告（処分日車
数40日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

道路運送法(以下
「法」)第12条第1項
及び法27条第3項

令和5年2月1日、同年2月28日及び同年3月28日、情報提供を端緒とし
て監査を実施。5件の違反が認められた。(1)運賃料金の掲示義務違反
（法第12条第1項）、(2)運送引受書の記載事項義務違反(旅客自動車運
送事業運輸規則(以下「運輸規則」第7条の2第1項)、(3)点呼の実施義務
違反（運輸規則第24条第1項、第2項及び第3項）、(4)点呼の記録事項
義務違反（運輸規則第24条第5項）、(5)乗務等の記録事項義務違反
（運輸規則第25条第1項、第2項及び第3項）、(6)運行指示書の記載事
項義務違反（運輸規則第28条の2第1項）

4 4

貨物 2023 4 17
佐々木運輸株式会社(法
人番号1260001013486)
代表者今石智昭

岡山県倉敷市黒石113-
13

本社営業所
岡山県倉敷市黒
石113-13

輸送施設の使用停止
(20日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和4年11月9日及び同年12月12日、死亡事故を引き起こしたことを端
緒として監査を実施。5件の違反が認められた。(1)点呼の実施義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第7条第1項及び
第2項)、(2)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条第1項)、(3)運転
者台帳の記載事項義務違反（安全規則第9条の5第1項）、(4)特定の運
転者に対する特別な指導義務違反(安全規則第10条第2項)、(5)特定の運
転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)

2 2



乗合バス 2023 4 20
瀬戸内産交株式会社(法
人番号7240001026732)
代表者土井昇

広島県呉市蒲刈町田戸
2494-12

本社
広島県呉市蒲刈
町田戸2494-12

輸送施設の使用停止
(20日車)及び文書警
告

道路運送法第27条第
3項

令和4年8月31日及び同年9月30日、重傷事故を端緒として監査を実施。
8件の違反が認められた。(1)点呼の記録事項義務違反（旅客自動車運送
事業運輸規則（以下「運輸規則」）第24条第5項）、(2)乗務等の記録
事項義務違反(運輸規則第25条第1項)、(3)乗務員台帳の作成義務違反
（運輸規則第37条第1項）、(4)乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸
規則第37条第1項）、(5)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第
38条第1項)、(6)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反（運輸規
則第38条第1項）、(7)特定の運転者に対する特別な指導義務違反（運
輸規則第38条第2項）、(8)特定の運転者に対する適性診断受診義務違
反（運輸規則第38条第2項）

2 2

貨物 2023 4 21
株式会社モリワキ(法人
番号1260001018122)代
表者森脇博昭

岡山県小田郡矢掛町東
三成3587

本社営業所
岡山県小田郡矢
掛町東三成2044-
1

輸送施設の使用停止
(120日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
9条第1項、法第17
条第1項第1号及び同
条4項

令和4年6月29日及び同年8月4日、酒気帯び運転による事故を端緒とし
て監査を実施。9件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反
(車庫)(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)、(2)疾病、疲
労等のおそれのある乗務禁止違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以
下「安全規則」)第3条第6項)、(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7条
第1項及び第2項)、(4)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、
(5)点呼の不実記録(安全規則第7条第5項)、(6)乗務等の記録事項義務違
反(安全規則第8条第1項)、(7)運転者台帳の記載事項義務違反（安全規
則第9条の5第1項）、(8)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第
10条第1項)、(9)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項)

12 12

貨物 2023 4 21

四国三共運送株式会社
(法人番号
3470001008042)代表者
木村智子

香川県善通寺市中村町
505-8

尾道事業所
広島県尾道市美
ノ郷町本郷1番地
125

輸送施設の使用停止
(30日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号及び同条4項

令和4年6月29日、同年9月29日及び同年11月11日、情報提供を端緒と
して監査を実施。7件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違
反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、
(2)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項及び第2項)、(3)点呼の記
録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(4)乗務等の記録事項義務違反
(安全規則第8条第1項)、(5)運行記録計による記録義務違反(安全規則第
9条)、(6)運転者に対する指導監督の記録義務違反(安全規則第10条第1
項)、(7)特定の運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条
第2項)

3 3

貨物 2023 4 17

株式会社クルシマトラン
スポートライン（法人番
号5500001013400）代
表者長谷部芳利男

愛媛県今治市東鳥生町5
丁目16番

本社営業所
愛媛県今治市東
鳥生町5丁目16

輸送施設の使用停止
（20日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号、第4項

令和5年1月13日、貨物自動車運送事業に関する監査方針に基づき監査
を実施したところ、3件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関
する措置が不適切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度を
超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者
があったこと（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）、(2)運転者の過労防止に関する措置が不適切であ
り、運転者が一の運行における最初の勤務を開始してから最後の勤務
を終了するまでの時間が144時間を超えていた者がいたこと（安全規則
第3条第4項）、(3)運転者等に対する点呼の実施結果の記録内容が不適
切であったこと（安全規則第7条第5項）

2 2

貨物 2023 4 26

マルト急配有限会社（法
人番号
9470002017747）代表
者米田均

香川県さぬき市寒川町
石田東甲440

本社営業所
香川県さぬき市
寒川町石田東字
地蔵甲351－1

輸送施設の使用停止
（50日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号、第4項

令和5年2月13日、利用者等からの苦情等を端緒として監査を実施した
ところ、4件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が
不適切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度を超え、また
所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこ
と（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4
項）、(2)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、運転者が一
の運行における最初の勤務を開始してから最後の勤務を終了するまで
の時間が144時間を超えていた者がいたこと（安全規則第3条第4項）、
(3)乗務員等の健康状態の把握が確実になされていなかったこと（安全
規則第3条第6項）、(4)運転者等に対する点呼が確実になされていな
かったこと（安全規則第7条第1項、第2項、第3項）

5 5

タクシー 2023 4 10

渡部タクシー株式会社
（法人番号
3500001009169）代表
者渡部光男

愛媛県西条市東町275-5 本社営業所
愛媛県西条市東
町275-5

輸送施設の使用停止
（10日車）、文書警
告

道路運送法第27条第
3項、第29条の3

令和4年11月24日、第一当死亡事故を端緒として監査を実施したとこ
ろ、7件の違反が確認された。(1)乗務員等の健康状態の把握が確実にな
されていなかったこと（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規
則」）第21条第5項）、(2)運転者等に対する点呼の実施結果の記録内
容が不適切であったこと（運輸規則第24条第5項）、(3)運転者等の業
務について定められた事項の記録が不適切であったこと（運輸規則第
25条第3項、第4項）、(4)事業用自動車の運行の安全を確保するために
必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと（運輸規則第38
条第1項）、(5)新たに雇い入れした運転者に対して事業用自動車の運行
の安全を確保するために遵守すべき事項についての特別な指導が不適
切であったこと（運輸規則第38条第2項）、(6)新たに雇い入れした運
転者に対して法令で定められた適性診断を受診させていなかったこと
（運輸規則第38条第2項）、(7)輸送の安全にかかわる情報を公表して
いなかったこと（道路運送法第29条の3）

1 1

タクシー 2023 4 21

有限会社立花タクシー
（法人番号
4500002004291）代表
者田村誠治

愛媛県松山市立花3丁目
1-15

本社営業所
愛媛県松山市立
花3丁目1-15

輸送施設の使用停止
（50日車）、文書警
告

道路運送法第27条第
3項、道路運送車両
法第52条

令和5年1月26日及び同年2月22日、労働局からの通報を端緒として監査
を実施したところ、7件の違反が確認された。(1)乗務員等の健康状態の
把握が確実になされていなかったこと（旅客自動車運送事業運輸規則
（以下「運輸規則」）第21条第5項）、(2)運転者等に対する点呼の実
施結果の記録内容が不適切であったこと（運輸規則第24条第5項）、
(3)運転者等の業務について定められた事項の記録が不適切であったこ
と（運輸規則第25条第3項、第4項）、(4)事業用自動車の運行の安全を
確保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと
（運輸規則第38条第1項）、(5)高齢運転者に対して事業用自動車の運
行の安全を確保するために遵守すべき事項についての特別な指導が不
適切であったこと（運輸規則第38条第2項）、(6)高齢運転者に対して
法令で定められた適性診断を受診させていなかったこと（運輸規則第
38条第2項）、(7)整備管理者の解任（変更）の届出をしていなかった
こと（運輸規則第45条）

5 5

貸切バス 2023 4 11

阿波中央バス株式会社
（法人番号
6480001004830）代表
者庭井明美

徳島県阿波市阿波町字
下原27番1

本社営業所
徳島県阿波市阿
波町字下原27番1

輸送施設の使用停止
（60日車）、文書警
告

道路運送法第9条の2
第1項、第27条第3
項

令和5年2月22日及び同年3月1日、旅客自動車運送事業に関する監査方
針に基づき監査を実施したところ、2件の違反が確認された。(1)届出運
賃によらない運賃を収受していたこと(道路運送法第9条の2第1項）、
(2)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、連続運転時間の限
度を超えて乗務していた者があったこと（旅客自動車運送事業運輸規
則第21条第1項）

6 6

貸切バス 2023 5 15

有限会社永峰観光バス
（法人番号
3350002005793）代表
者永峰義寛

宮崎県宮崎市高岡町浦
之名3205番地

本社営業所
宮崎県宮崎市高
岡町浦之名3205
番地

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和5年4月20日、監査実施。4件の違反が認められた。(1)運送引受書
の記載事項不備違反（旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)
第7条の2第1項）、(2)疾病、疲労等のおそれのある乗務（運輸規則第
21条第5項）、(3)乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条第1
項）、(4)運行管理規程の制定義務違反（運輸規則第48条の2）

2 2

貸切バス 2023 5 16

有限会社キャメルブリッ
ジ(法人番号
6290802017901)代表者
末光綾子

福岡県遠賀郡岡垣町大
字手野183番地

本社営業所
福岡県遠賀郡岡
垣町大字手野字
月ノ田367‐2

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年12月12日、監査実施。2件の違反が認められた。(1)運送引受書
の記載事項不備違反（旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)
第7条の2第1項）、(2)運行記録計による記録義務違反（運輸規則第26
条第1項）

4 4



貨物 2023 4 6

社会福祉法人大牟田市福
祉事業協会（法人番号
7290005012245）代表
者守屋昌宣

福岡県大牟田市長溝町
21-6

本社営業所
福岡県大牟田市
長溝町21-6

輸送施設の使用停止
（50日車）文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項第1号、
法第17条第4項

令和4年9月20日、監査実施。7件の違反が認められた。(1)疾病、疲労
等のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全
規則」）第3条第6項)、(2)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5
項)、(3)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(4)運転者台帳の
記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(5)運転者に対する指導監
督違反(安全規則第10条第1項)、(6)特定運転者に対する特別な指導監督
違反(安全規則第10条第2項)、(7)特定運転者に対する適性診断受診義務
違反(安全規則第10条第2項)

5 5

貨物 2023 4 12

株式会社じゅんすい（法
人番号
3290001062990）代表
者下川信之

福岡県糟屋郡篠栗町大
字乙犬830-1

じゅんすい
引越サポー
ト営業所

福岡県糟屋郡篠
栗町大字乙犬
1023-2フラワー
ハイツB101号室

輸送施設の使用停止
（70日車）

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項第1号、
法第17条第4項

令和4年9月29日、監査実施。6件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下｢安全規
則｣）第3条第4項)、(2)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(3)
点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(4)運行記録計による
記録義務違反(安全規則第9条)、(5)運行指示書の記載事項義務違反(安
全規則第9条の3第1項)、(6)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10
条第1項)

16 16

貨物 2023 4 17
有限会社小田通商（法人
番号4290802023802）
代表者小田光昭

福岡県京都郡苅田町京
町2丁目23-12

本社営業所
福岡県京都郡苅
田町京町2丁目
23-1

輸送施設の使用停止
（120日車）文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
8条第1項、法第17
条第1項第1号、法第
17条第4項

令和4年1月18日、監査実施。14件の違反が認められた。(1)事業計画
(配置車両数)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法第8
条第1項)、(2)必要な員数の運転者の確保違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則（以下｢安全規則｣）第3条第1項)、(3)乗務時間等の基準の遵守
違反(安全規則第3条第4項)、(4)乗務時間等の基準なお書き違反(安全規
則第3条第4項)、(5)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(6)点呼の記
録義務違反(安全規則第7条第5項)、(7)乗務等の記録義務違反(安全規則
第8条)、(8)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(9)運行記録
計による記録義務違反(安全規則第9条)、(10)運行指示書に係る（作
成、指示、携行）義務違反(安全規則第9条の3第1項)、(11)運行指示書
の記載事項義務違反(安全規則第9条の3第1項)、(12)運転者台帳の保存
義務違反(安全規則第9条の5第2項)、(13)運転者に対する指導監督違反
(安全規則第10条第1項)、(14)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則
第23条第1項)

12 12

貨物 2023 4 19
株式会社九州商店（法人
番号2290801020463）
代表者前田裕文

福岡県京都郡苅田町磯
浜町2丁目4‐1

本社営業所
福岡県京都郡苅
田町磯浜町2丁目
4‐1

輸送施設の使用停止
（60日車）文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項第1号、
法第17条第1項第2
号、法第17条第4
項、法第24条の3、
法第24条の4、法第
60条第1項

令和4年8月4日、監査実施。19件の違反が認められた。(1)必要な員数
の運転者の確保違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第1項)、(2)乗務時間等の基準の遵守違反(安全規則第3条第
4項)、(3)乗務時間等の基準なお書き違反(安全規則第3条第4項)、(4)整
備管理者の研修受講義務違反(安全規則第3条の4)、(5)点呼の実施義務
違反(安全規則第7条)、(6)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、
(7)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(8)乗務等の記録事
項義務違反(安全規則第8条)、(9)運行記録計による記録保存義務違反
(安全規則第9条)、(10)運行指示書の記載事項義務違反(安全規則第9条
の3第1項)、(11)運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)、
(12)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(13)運
転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(14)運転者に対す
る指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反(安全規則第10条第1
項)、(15)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条
第1項)、(16)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項)、
(17)輸送の安全に関わる情報の公表違反(安全規則第2条の8)、(18)事業
の的確な遂行に係る遵守違反(社会保険料未納付)（貨物自動車運送事業
法施行規則第14条第2項）、(19)報告義務違反(貨物自動車運送事業報
告規則第2条第1項)

6 6

貨物 2023 4 20

有限会社アムロコーポ
レーション（法人番号
1330002017438）代表
者坂田千春

熊本県熊本市西区花園5
丁目5番4号

本社営業所

熊本県熊本市西
区上熊本3丁目
21-20プリンセス
マンションA102
号

輸送施設の使用停止
（60日車）文書警告
文書勧告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
8条第1項、法第9条
第3項、法第11条、
法第17条第1項第1
号、法第17条第1項
第2号、法第17条第
4項、法第60条第1
項、道路運送車両法
第49条第3項、道路
運送法第95条

令和4年7月14日、監査実施。21件の違反が認められた。(1)(2)事業計
画(自動車車庫・休憩睡眠施設)に定めるところに従う義務違反(貨物自
動車運送事業法(以下「法」)第8条第1項)、(3)事業計画の変更届出違反
(貨物自動車運送事業法施行規則(以下「施行規則」)第7条第1項第3
号)、(4)運送約款の掲示違反(施行規則第13条)、(5)乗務時間等の基準
の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条
第4項)、(6)疾病、疲労等のおそれのある乗務(安全規則第3条第6項)、
(7)定期点検整備記録簿の保存義務違反(安全規則第3条の2)、(8)点呼の
実施義務違反(安全規則第7条)、(9)点呼の記録義務違反(安全規則第7条
第5項)、(10)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(11)乗務
等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(12)事故の記録の保存義務違
反(安全規則第9条の2)、(13)運行指示書に係る（作成、指示、携行）義
務違反(安全規則第9条の3第1項)、(14)運行指示書の記載事項義務違反
(安全規則第9条の3第1項)、(15)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規
則第9条の5第1項)、(16)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条
第1項)、(17)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違
反(安全規則第10条第1項)、(18)乗務員に対する非常信号用具等の取扱
いに係る指導違反(安全規則第10条第3項)、(19)運行管理規程の制定違
反(安全規則第21条第2項)、(20)報告義務違反(貨物自動車運送事業報告
規則第2条第1項)、(21)自動車に関する表示義務違反（道路運送法施行
規則第65条）

6 6

貨物 2023 4 24 山口真司 福岡県筑後市 本店営業所 福岡県筑後市
輸送施設の使用停止
（40日車）文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
8条第1項、法第17
条第1項第2号、法第
17条第4項、法第24
条の3、法第60条第
1項、道路運送法第
95条

令和4年8月2日、監査実施。12件の違反が認められた。(1)事業計画(自
動車車庫)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法第8条
第1項)、(2)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安
全規則(以下「安全規則」)第3条の4)、(3)運行記録計による記録義務違
反(安全規則第9条)、(4)運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5
第1項)、(5)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、
(6)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(7)運転者に
対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反(安全規則第10条第
1項)、(8)全従業員に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第4項)、
(9)運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項)、(10)輸送の
安全に関わる情報の公表違反(安全規則第2条の8)、(11)報告義務違反
(貨物自動車運送事業報告規則第2条第1項)、(12)自動車に関する表示義
務違反（道路運送法施行規則第65条）

4 4

貨物 2023 4 25
有限会社菖蒲運送（法人
番号9340002018329）
代表者平山ゆかり

鹿児島県鹿児島市吉野
町4135番地1

本社営業所
鹿児島県鹿児島
市吉野町4135番
地1

輸送施設の使用停止
（60日車）文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
8条第1項、法第9条
第3項、法第17条第
4項、法第60条第1
項

令和4年12月7日、監査実施。10件の違反が認められた。(1)(2)事業計
画(自動車車庫・休憩睡眠施設)に定めるところに従う義務違反(貨物自
動車運送事業法第8条第1項)、(3)事業計画の変更届出違反(貨物自動車
運送事業法施行規則第7条第1項第3号)、(4)点呼の記録事項義務違反(貨
物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第7条第5項)、(5)乗
務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(6)運行記録計による記録義
務違反(安全規則第9条)、(7)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則
第9条の5第1項)、(8)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1
項)、(9)特定運転者に対する特別な指導監督違反(安全規則第10条第2
項)、(10)報告義務違反(貨物自動車運送事業報告規則第2条第1項)

6 6



タクシー 2023 4 25

新篠津自動車工業株式会
社（法人番号６４３００
０１０４２８０２）代表
者高橋敬

北海道石狩郡新篠津村
第４６線北１１番地

本社営業所
北海道石狩郡新
篠津村第４６線
北１１番地

輸送施設の使用停止
（１０日車）及び文
書警告

道路運送法（以下
「法」）第２３条第
３項、道法第２７条
第３項

令和４年９月１日、長期未監査を端緒として監査を実施。７件の違反
が認められた。（１）運行管理者の選任解任届出義務違反（道路運送
法第２３条第３項）、（２）乗務等の記録事項義務違反（旅客自動車
運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第２５条第３項、第４項）、
（３）運転者に対する指導監督の記録義務違反（運輸規則第３８条第
１項）、（４）整備管理者の選任（変更）の届出義務違反（運輸規則
第４５条）、（５）点検整備等記録簿の記載義務違反（運輸規則第４
５条第２号）、（６）運行管理規程の制定義務違反（運輸規則第４８
条の２第１項）、（７）運行管理者の研修受講義務違反（運輸規則第
４８条の４第１項）

1 1

タクシー 2023 4 25

広尾タクシー有限会社
（法人番号３４６０１０
２００６８７９）代表者
中野恒富

北海道広尾郡広尾町西
１条７丁目１５番地

本社営業所
北海道広尾郡広
尾町西１条７丁
目１５番地

輸送施設の使用停止
（１０日車）及び文
書警告

道道路運送法第２７
条第３項

令和４年１１月１６日、長期未監査を端緒として監査を実施。８件の
違反が認められた。（１）疾病・疲労等のおそれのある乗務（旅客自
動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第２１条第５項）、
（２）点呼の実施義務違反（運輸規則第２４条第１項、第２項）、
（３）点呼の記録義務違反（運輸規則第２４条第５項）、（４）点呼
の記録事項義務違反（運輸規則第２４条第５項）、（５）運転者に対
する指導監督義務違反（運輸規則第３８条第１項）、（６）特定運転
者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第３８条第２項）、
（７）乗務員服務規律の制定義務違反（運輸規則第４１条）、（８）
運行管理規程の制定義務違反（運輸規則第４８条の２第１項）

1 1

乗合バス 2023 4 25

函館タクシー株式会社
（法人番号４４４０００
１００１６９２）代表者
岩塚晃一

北海道函館市日乃出町
２２番３８号

本社営業所
北海道函館市日
乃出町２２番３
８号

輸送施設の使用停止
（５０日車）及び文
書警告

道道路運送法第２７
条第３項

令和５年１月１９日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を
端緒として監査を実施。５件の違反が認められた。（１）運送引受義
務違反（道路運送法第１３条）、（２）苦情処理の記録事項義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第３条第２
項）、（３）国土交通省告示による損害賠償責任保険締結義務違反
（運輸規則第１９条の２）、（４）疾病、疲労等のおそれのある乗務
（運輸規則第２１条第５項）、（５）運転者に対する指導監督義務違
反（運輸規則第３８条第１項）、（６）運転者に対する指導監督の記
録事項義務違反（運輸規則第３８条第１項）

5 5

貸切バス 2020 1 21

有限会社あけぼの交通
（法人番号
8050002043472）代表
者松崎健一

茨城県筑西市海老ヶ島
1614-4

本社営業所
茨城県筑西市海
老ヶ島1614-4

文書警告（処分日車
数50日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3.(6)
による）

道路運送法第15条第
1項

令和元年11月19日、定期的な監査を実施。5件の違反が認められた。
(1)事業計画の変更認可違反(道路運送法(以下｢運送法｣)第15条第1項)､
(2)事業計画の事前変更届出違反(運送法第15条第3項)､(3)運行管理者の
解任届出違反(運送法第23条第3項)､(4)整備管理者選任(解任)の未届出
(道路運送車両法第52条)､(5)休憩､仮眠又は睡眠のための施設の変更届
出(道路運送法施行規則第66条第1項第6号)

5 5

貸切バス 2023 5 22
株式会社北華（法人番号
７４３０００１０７６７
３３）代表者齋藤宇健

北海道千歳市みどり台
北１丁目３番９号

本社営業所
北海道千歳市み
どり台北１丁目
３番９号

輸送施設の使用停止
（２１０日車）及び
文書警告

道路運送法（以下
「法」）第９条の２
第１項、法第２７条
第３項

令和５年１月２６日、新規許可等を端緒として監査を実施。１３件の
違反が認められた。（１）運賃料金変更事前届出義務違反（道路運送
法第９条の２第１項）、（２）運送引受書の記載事項義務違反（旅客
自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第７条の２第１項）、
（３）疾病、疲労等のおそれのある乗務（運輸規則第２１条第５項）
（４）乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第２５条第１項、第２
項、第４項）、（５）運行記録計による記録義務違反（運輸規則第２
６条第１項）（６）運行指示書の記載事項義務違反（運輸規則第２８
条の２第１項）、（７）乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第
３７条第１項）、（８）運転者に対する指導監督違反（運輸規則第３
８条第１項）、（９）運転者に対する特別な指導義務違反（運輸規則
第３８条第２項）（１０）特定運転者に対する適性診断受診義務違反
（運輸規則第３８条第２項）、（１１）整備管理者の選任（解任）未
届出違反（運輸規則第４５条）、（１２）整備管理者の研修受講義務
違反（運輸規則第４６条）、（１３）運行管理者の講習受講義務違反
（運輸規則第４８条の４第１項）

21 21

貸切バス 2023 5 23
東名運輸株式会社（法人
番号1010601034270）
代表者前田一弘

東京都江東区塩浜2-2-
10

本社営業所
東京都江東区塩
浜2-2-10

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第７条の２
第１項

令和4年12月20日、令和5年1月19日及び令和5年2月15日、定期的な監
査を実施。3件の違反が認められた。(1)運送引受書の記載事項の不備
(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第7条の2第1項)､(2)乗
務時間等告示の遵守違反(運輸規則第21条第1項)､(3)運行指示書の記載
事項の不備(運輸規則第28条の2第1項)

0 0

貸切バス 2023 5 30
有限会社宝観光（法人番
号6090002010339）代
表者赤澤泰樹

山梨県都留市つる1-
1412-1

本社営業所
山梨県都留市つ
る1-1412-1

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第４７条の
９第１項

令和5年1月12日及び令和5年1月31日、定期的な監査を実施。2件の違
反が認められた。(1)運行管理者の選任違反(旅客自動車運送事業運輸規
則第47条の9第1項)､(2)運行管理者の解任届出違反(運送法第23条第3項)

2 2

貸切バス 2023 5 30
有限会社ｙａｔａ（法人
番号7020002104113）
代表者林浩司

神奈川県川崎市幸区古
川町19-4

大田営業所
東京都大田区多
摩川2-16-1-301

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第２４条第
５項

令和4年12月21日、定期的な監査を実施。1件の違反が認められた。(1)
点呼の記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)

0 0

貸切バス 2023 5 29

ホワイトトラフィック株
式会社(法人番号
9160001023042)代表者
平岩可奈

滋賀県東近江市八日市
野々宮町290-1

本社
滋賀県東近江市
八日市野々宮町
304-8

輸送施設の使用停止
(70日車)

道路運送法第27条第
3項

令和4年12月7日、同年12月15日及び同年12月21日、新規許可を端緒と
して監査を実施。9件の違反が認められた。(1)運送引受書の交付義務違
反【記載事項の不備】(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規
則」)第7条の2第1項、(2)点呼の実施義務違反【不適切】(運輸規則第24
条第1項、第2項、第3項)、(3)点呼の記録義務違反【記載事項の不備】
(運輸規則第24条第5項)、(4)乗務等の記録義務違反【記録事項の不備】
(運輸規則第25条第1項、項第2項、第4項)、(5)運行記録計による記録義
務違反【記録なし】(運輸規則第26条第1項)、(6)運行指示書の作成等義
務違反【記載事項等の不備】(運輸規則第28条の2第1項)、(7)乗務員台
帳の作成、備付け義務違反【記載事項等の不備】(運輸規則第37条第1
項)、(8)「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う
指導及び監督の指針」(平成13年国土交通省告示第1676号)による運転
者に対する指導監督義務違反【一部不適切】(運輸規則第38条第1項)、
(9)運転者に対する指導監督告示による運転者に対する特別な指導及び
適性診断受診義務違反【受診なし1名】(運輸規則第38条第2項)

7 7

貸切バス 2023 5 31
連利通商株式会社(法人
番号7120001192495)代
表者川崎豊

大阪府大阪市平野区長
吉長原東3丁目5番9号

本社
大阪府大阪市平
野区長吉長原東3
丁目5番9号

輸送施設の使用停止
(110日車)

道路運送法第27条第
3項

令和5年2月2日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。10件の違反
が認められた。(1)運送引受書の交付義務違反【未交付】(旅客自動車運
送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第7条の2第1項)、(2)運送引受書の
交付義務違反【記載事項の不備】(運輸規則第7条の2第1項)、(3)点呼の
記録義務違反【記載事項の不備】(運輸規則第24条第5項)、(4)乗務等の
記録義務違反【記録事項の不備】(運輸規則第25条第1項、第2項、第4
項)、(5)運行指示書の作成等義務違反【記載事項等の不備】(運輸規則
第28条の2第1項)、(6)乗務員台帳の作成、備付け義務違反【記載事項
等の不備】(運輸規則第37条第1項)、(7)「旅客自動車運送事業者が事業
用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」(平成13年国土交
通省告示第1676号)による運転者に対する指導監督義務違反【一部不適
切】(運輸規則第38条第1項)、(8)点検整備関係義務違反【定期点検整備
等の未実施(道路運送車両法第48条)】(運輸規則第45条)、(9)整備管理
者の研修受講義務違反(運輸規則第46条)、(10)運行管理者の講習(一般
講習)受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項)

11 11



貸切バス 2023 5 29

株式会社ＷＯＲＬＤ Ｌ
ＩＮＥ（法人番号
9180301031494)代表者
吉野裕己

愛知県豊川市三蔵子町
大道32番地

本社営業所

愛知県豊川市三
蔵子町大道32番
地ﾍﾞﾙﾊﾞﾗﾝｾ三蔵
子参番館202号

輸送施設の使用停止
(240日車)及び文書警
告

道路運送法第20条

令和4年10月5日及び令和4年10月13日、監査方針に基づき、監査を実
施。9件の違反が認められた。(1)営業区域外旅客運送違反(道路運送法
第20条)､(2)点呼の実施義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第
1項及び第2項)､(3)点呼の記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第
24条第5項)､(4)業務等の記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第
25条第2項)､(5)業務等の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規
則第25条第2項)､(6)運行記録計による記録義務違反(旅客自動車運送事
業運輸規則第26条第1項)､(7)運行指示書の記載事項等不備(旅客自動車
運送事業運輸規則第28条の2第1項)､(8)運行指示書の保存義務違反(旅客
自動車運送事業運輸規則第28条の2第2項)､(9)整備管理者の研修受講義
務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第46条)

24 24

貸切バス 2023 5 24

有限会社かずら橋タク
シー（法人番号
2480002015459）代表
者大倉学

徳島県三好市西祖谷山
村善徳50番地の3

本社営業所
徳島県三好市西
祖谷山村善徳50
番地の3

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和5年3月22日及び同年4月28日、旅客自動車運送事業に関する監査方
針に基づき監査を実施したところ、3件の違反が確認された。(1)運転者
等の業務について定められた事項の記録が不適切であったこと（旅客
自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第25条第1項、第2項、
第4項）、(2)運行指示書に記載すべき事項が不適切であったこと（運輸
規則第28条の2第1項）、(3)高齢運転者に対して事業用自動車の運行の
安全を確保するために遵守すべき事項についての特別な指導が不適切
であったこと（運輸規則第38条第2項）

2 2

貸切バス 2021 9 14

千葉海浜交通株式会社
（法人番号：
9010601012987）代表
者新井靖彦

千葉県千葉市美浜区高
浜2-3-1

高浜営業所
千葉県千葉市美
浜区高浜2-3-1

輸送施設の使用停止
（60日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和2年6月11日及び令和2年6月18日、法令違反の疑いがあることを端
緒に監査を実施。4件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反
(道路運送法第15条第1項)､(2)乗務等の記録の記録事項不備(旅客自動車
運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第25条第2項)､(3)運行指示書の記載
事項等不備(運輸規則第28条の2第1項)､(4)運転者に対する指導監督義務
違反(運輸規則第38条第1項)

6 6

貨物 2023 5 19

富山県トラツク株式会社
（法人番号
9230001001957）代表
者吉澤比佐志

富山県富山市水橋沖188 石川営業所
石川県能美市宮
竹町イｰ19

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項及び
同条第4項

令和4年5月12日、監査実施。8件の違反が認められた。（1）乗務時間
等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）（2）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1～3
項）（3）点呼の記録記載不備（安全規則第7条第5項）（4）乗務等の
記録義務違反（安全規則第8条）（5）乗務等の記録記載不備（安全規
則第8条）（6）運行記録計による記録違反（安全規則第9条）（7）運
行指示書の記載不備（安全規則第9条の3第1項）（8）運転者に対する
指導監督違反（安全規則第10条第1項）

4 4

貸切バス 2023 6 6
株式会社秀和観光（法人
番号2060001002277）
代表者鈴木勝利

栃木県宇都宮市下砥上
町670-2

本社営業所
栃木県宇都宮市
下砥上町670-2

輸送施設の使用停止
（60日車）

道路運送法第9条の2
第1項

令和4年10月13日、定期的な監査を実施。4件の違反が認められた。(1)
運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2第1項)､(2)運送引受書
の記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第7条
の2第1項)､(3)運行指示書の記載事項の不備(運輸規則第28条の2第1項)､
(4)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)

10 6

貸切バス 2023 6 6

有限会社富士見観光（法
人番号
9030002063587）代表
者田中廣明

埼玉県富士見市水谷東
1-1-3

本社営業所
埼玉県富士見市
水谷東1-1-3

輸送施設の使用停止
（60日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第３８条第
２項

令和4年9月26日及び令和4年10月11日、定期的な監査を実施。3件の違
反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送
事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第38条第1項)､(2)高齢運転者に対する特
別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､(3)高齢運転者に対する適性
診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)

6 6

貸切バス 2023 6 13

株式会社あおば交通（法
人番号
3070001002176） 代
表者 高嶺 寧規

群馬県前橋市下石倉町
27-2

前橋営業所
群馬県前橋市下
石倉町27-2

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第４５条

令和5年3月13日、定期的な監査を実施。1件の違反が認められた。(1)
定期点検整備等の未実施(旅客自動車運送事業運輸規則第45条)

6 0

貸切バス 2023 6 13

群馬セイワ観光株式会社
（法人番号
9070001011519） 代
表者 高橋 朱実

群馬県高崎市下斉田町
字重土薬師410

本社営業所
群馬県高崎市下
斉田町字重土薬
師410

文書警告（処分日車
数10日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

道路運送法第９４条
第１項

令和5年3月16日、定期的な監査を実施。1件の違反が認められた。(1)
報告義務違反(道路運送法第94条第1項)

13 1

貸切バス 2023 6 20

有限会社コスモ交通（法
人番号
7040002069833） 代
表者 岡村 正美

千葉県君津市糸川586-1 本社営業所
千葉県君津市糸
川586-1

輸送施設の使用停止
（240日車）

道路運送法第9条の2
第1項

令和4年7月12日、令和4年7月20日及び令和4年8月8日、定期的な監査
を実施。6件の違反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路
運送法(以下｢運送法｣)第9条の2第1項)､(2)営業区域外旅客運送(運送法
第20条)､(3)点呼の実施等義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢
運輸規則｣)第24条)､(4)運行指示書の記載事項の不備(運輸規則第28条の
2第1項)､(5)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､
(6)初任･高齢運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2
項)

24 24

貸切バス 2023 6 20
平川観光株式会社（法人
番号1050001013978）
代表者 平川 重夫

茨城県猿島郡境町大字
長井戸730-22

本社営業所
茨城県猿島郡境
町大字長井戸字
原割730-22

輸送施設の使用停止
（500日車）及び輸送
の安全確保命令

道路運送法第9条の2
第1項

令和4年8月23日及び令和4年9月14日、定期的な監査を実施。15件の違
反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法(以下｢運送
法｣)第9条の2第1項)､(2)事業計画の事前変更届出違反(運送法第15条第3
項)､(3)営業区域外旅客運送(運送法第20条)､(4)疾病のおそれのある乗
務(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第21条第5項)､(5)点
呼の実施等義務違反(運輸規則第24条)､(6)点呼記録の不実記載(運輸規
則第24条第5項)､(7)乗務等の記録等義務違反(運輸規則第25条)､(8)運行
指示書の記載事項の不備(運輸規則第28条の2第1項)､(9)日雇い運転者等
の選任禁止違反(運輸規則第36条第1項)､(10)乗務員台帳の作成､備付け
義務違反(運輸規則第37条第1項)､(11)運転者に対する指導監督義務違反
(運輸規則第38条第1項)､(12)運転者に対する指導監督実施記録の不実記
載(運輸規則第38条第1項)､(13)初任運転者に対する特別な指導義務違反
(運輸規則第38条第2項)､(14)初任運転者に対する適性診断受診義務違反
(運輸規則第38条第2項)､(15)輸送の安全にかかわる公表情報の報告義務
違反(運輸規則第47条の7第1項)

50 50

貸切バス 2023 6 19

九州産交バス株式会社
(法人番号
9330001006723)代表者
岩﨑司晃

熊本県熊本市西区上代4
丁目13‐34

貸切営業所
熊本県熊本市西
区小島8丁目16番
1号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和5年5月25日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)乗務員台帳
の記載事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第37条第1項）

0 0

貸切バス 2023 6 26

株式会社トラベラーズサ
ポート（法人番号８４３
０００１０３２７４３）
代表者本間勝則

北海道札幌市東区東雁
来７条２丁目２番２１
号

本社営業所
北海道札幌市東
区東雁来７条２
丁目２－２１

輸送施設の使用停止
（６０日車）

道路運送法第９条の
２第１項

令和５年３月６日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を端
緒として監査を実施。１件の違反が認められた。（１）運賃料金事前
届出、運賃料金変更事前届出義務違反（道路運送法第９条の２第１
項）

6 6

貸切バス 2023 6 27

株式会社ウイング（法人
番号７４３０００１０３
３５１１）代表者増田孝
充

北海道北広島市大曲
緑ヶ丘７丁目８番地６

本社営業所
北海道北広島市
大曲緑ヶ丘７丁
目８番地６

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

令和５年５月８日及び令和５年５月１５日、その他事故、法令違反、
事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。１件の違反が認められ
た。（１）乗務時間等の基準の遵守違反（旅客自動車運送事業運輸規
則第２１条第１項）

0 0

貸切バス 2023 3 27

富士交通株式会社（法人
番号９４３０００１０４
３９１３）代表者小清水
行彦

北海道恵庭市住吉町二
丁目１番３号

富士交通営
業所

北海道恵庭市住
吉町２丁目１番
３号

輸送施設の使用停止
（６０日車）及び文
書警告

道路運送法（以下
「法」）第９条の２
第１項、道法第２７
条第３項

令和４年１１月１日及び令和５年２月２０日、その他事故、法令違
反、事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。４件の違反が認め
られた。（１）運賃料金事前届出、運賃料金変更事前届出義務違反
（道路運送法第９条の２第１項）、（２）乗務時間等の基準の遵守違
反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第２１条第１
項）、（３）点呼の記録事項義務違反（運輸規則第２４条第５項）、
（４）運行指示書の記載事項義務違反（運輸規則第２８条の２第１
項）

6 6



貨物 2023 5 9

丸徳運輸株式会社（法人
番号３４６０１０１００
１７０８）代表者木下克
則

北海道帯広市東１条南
６丁目９

本社営業所
北海道帯広市東
１条南６丁目９
－１

文書警告
貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

令和５年４月１９日、公安委員会からの通報等を端緒として監査を実
施。１件の違反が認められた。（１）点呼の実施義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第７条第１項、第２項）

0 0

貨物 2023 5 22

有限会社ナカサカ運輸
（法人番号８４３０００
２０６０４９５）代表者
渋谷卓司

北海道苫小牧市柳町１
丁目１番２５号

本社営業所
北海道苫小牧市
柳町１丁目１番
２５号

輸送施設の使用停止
（２２３日車）及び
文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１１条、法第１７条
第１項第１号、法第
１７条第１項第２
号、法第１７条第４
項、法第１８条第３
項、道路運送法第９
５条

令和４年７月２０日及び令和４年７月２８日、その他事故、法令違
反、事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。１４件の違反が認
められた。（１）運賃及び料金、運送約款等の掲示義務違反（貨物自
動車運送事業法第１１条）、（２）乗務時間等の基準の遵守義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４
項）、（３）疾病・疲労等のおそれのある乗務（安全規則第３条第６
項）、（４）日常点検の実施義務違反（安全規則第３条の２）、
（５）自動車検査証の備付け義務違反（安全規則第３条の２）、
（６）１２月点検整備の実施義務違反（安全規則第３条の２）、
（７）点呼の記録の改ざん・不実記載（安全規則第７条第５項）、
（８）事故の記録義務違反（安全規則第９条の２）、（９）運転者台
帳の作成義務違反（安全規則第９条の５第１項）、（１０）運転者台
帳の記載事項義務違反（安全規則第９条の５第１項）、（１１）運転
者に対する指導監督義務違反（安全規則第１０条第１項）、（１２）
特定運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第１０条第２
項）、（１３）運行管理者の選任（解任）届出義務違反（安全規則第
１９条）、（１４）自動車に関する表示義務違反（道路運送法第９５
条）

23 23

貨物 2023 5 22

有限会社エキスパート
（法人番号３４６２５０
２０００９６５）代表者
小島友也

北海道野付郡別海町西
春別２４番地の２

本社営業所
北海道野付郡別
海町西春別２４
番地の２

輸送施設の使用停止
（１８０日車）及び
文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項第１
号、法第１７条第１
項第２号、法第１７
条第４項、法第６０
条第１項、道路運送
法第９５条

令和４年１１月１５日、関係機関からの情報を端緒として監査を実
施。１１件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条
第４項）、（２）定期点検整備の実施義務違反（安全規則第３条の
２）、（３）１２月点検整備の実施義務違反（安全規則第３条の
２）、（４）整備管理者の研修受講義務違反（安全規則第３条の
４）、（５）点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１項、第２
項）、（６）点呼の記録義務違反（安全規則第７条第５項）、（７）
運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第１０条第１項）、
（８）運転者に対する指導監督の記録保存義務違反（安全規則第１０
条第１項）、（９）特定運転者に対する適性診断受診義務違反（安全
規則第１０条第２項）、（１０）報告義務違反（貨物自動車運送事業
法第６０条第１項）、（１１）自動車に関する表示義務違反（道路運
送法第９５条）

18 18

貨物 2023 5 22

協和トラック株式会社
（法人番号６４６０００
１０００３５２）代表者
安藤純博

北海道釧路市星ヶ浦南
２－５－１１

本社営業所
北海道釧路市星
が浦南２－５－
１１

輸送施設の使用停止
（６０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項第１
号、法第１７条第４
項、法第１８条第１
項

令和５年２月９日、関係機関からの情報を端緒として監査を実施。８
件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４
項）、（２）点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１項、第２項、
第３項）、（３）点呼の記録事項義務違反（安全規則第７条第５
項）、（４）運行指示書の作成、指示又は携行義務違反（安全規則第
９条の３第１項から３項）、（５）運転者に対する指導監督義務違反
（安全規則第１０条第１項）、（６）特定運転者に対する適性診断受
診義務違反（安全規則第１０条第２項）、（７）運行管理規程の制定
義務違反（安全規則第２１条第１項、第２項）、（８）運行管理者補
助者の要件違反（安全規則第１８条第３項）

6 6

貨物 2023 5 22

有限会社山田砂利工業
（法人番号８４５０００
２０１０７３８）代表者
山田勇一

北海道枝幸郡浜頓別町
字頓別

本社営業所
北海道枝幸郡浜
頓別町字頓別

輸送施設の使用停止
（６０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
９条第１項、法第１
７条第４項

令和５年２月１６日及び令和５年２月１７日、公安委員会からの通報
等を端緒として監査を実施。３件の違反が認められた。（１）事業計
画変更認可義務違反［乗務員の休憩・睡眠施設の位置及び収容能力］
（貨物自動車運送事業法施行規則第２条第１項第５号）、（２）点呼
の記録の改ざん・不実記載（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下
「安全規則」）第７条第５項）、（３）運転者に対する指導監督義務
違反（安全規則第１０条第１項）

6 6

タクシー 2023 5 22

室蘭つばめ交通株式会社
（法人番号９４３０００
１０５７１５３）代表者
小村一隆

北海道室蘭市東町２丁
目５番地１０号

本社営業所
北海道室蘭市東
町２丁目５番地
１０号

輸送施設の使用停止
（１０日車）及び文
書警告

道路運送法第２７条
第３項

令和４年１０月１４日、長期未監査を端緒として監査を実施。６件の
違反が認められた。（１）事故の記録事項義務違反（旅客自動車運送
事業運輸規則（以下「運輸規則」）第２６条の２）、（２）新任運転
者に対する指導、監督義務違反（運輸規則第３６条第２項）、（３）
乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第３７条第１項）、（４）
運転者に対する指導監督の記録義務違反（運輸規則第３８条第１
項）、（５）特定運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第
３８条第２項）、（６）地理・応接の指導監督の記録義務違反（運輸
規則第４０条第３項）

1 1

タクシー 2023 5 22

金星自動車株式会社（法
人番号１４３０００１０
０４２８６）代表者吉野
僚哲

北海道札幌市清田区北
野１条１丁目９番１号

北野営業所
北海道札幌市清
田区北野１条１
丁目９番１号

輸送施設の使用停止
（３５日車）

道路運送法（以下
「法」）第２０条、
法第２７条第３項

令和４年１２月１５日、公安委員会からの通報等を端緒として監査を
実施。２件の違反が認められた。（１）営業区域外旅客運送違反（道
路運送法第２０条）、（２）乗務時間等の基準の遵守義務違反（旅客
自動車運送事業運輸規則第２１条第１項）

4 4

タクシー 2023 5 22

北広島第一交通株式会社
（法人番号７４３０００
１０５２３５４）代表者
西本厚三

北海道北広島市大曲末
広４丁目１－６

北広島営業
所

北海道北広島市
大曲末広４丁目
１番６号

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

令和５年１月２４日及び令和５年２月６日、労働局からの通報等を端
緒として監査を実施。２件の違反が認められた。（１）運行記録計に
よる記録義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規
則」）第２６条第２項）、（２）運転者に対する指導監督の記録事項
義務違反（運輸規則第３８条第１項）

0 0

タクシー 2023 5 22

釧路交通株式会社（法人
番号５４６０００１００
０３９４）代表者中川昌
信

北海道釧路市星が浦大
通５丁目５番４９号

本社営業所
北海道釧路市星
が浦大通５丁目
５番４９号

輸送施設の使用停止
（７５日車）及び文
書警告

道路運送法第２７条
第３項

令和５年１月２６日、公安委員会からの通報等を端緒として監査を実
施。４件の違反が認められた。（１）運行記録計による記録義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第２６条第２
項）、（２）運転者に対する指導監督義務違反（運輸規則第３８条第
１項）、（３）定期点検整備の実施義務違反（運輸規則第４５条第１
号）、（４）整備管理者の研修受講義務違反（運輸規則第４６条）

8 8

タクシー 2023 5 22

トランスパック株式会社
（法人番号５３８０００
１００１０７０）代表者
赤間健男

福島県福島市下鳥渡字
新町西４番１

千歳営業所
北海道千歳市平
和１００６番１
３８５

文書警告

道路運送法（以下
「法」）第２７条第
３項、法第９４条第
１項

令和５年３月７日、新規許可等を端緒として監査を実施。２件の違反
が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守義務違反（旅客自動車
運送事業運輸規則第２１条第１項）、（２）報告義務違反（道路運送
法第９４条第１項）

0 0

乗合バス 2023 5 15

道北バス株式会社（法人
番号８４５０００１００
２２０８）代表者松本神
一

北海道旭川市近文町１
６丁目２６９８番地１

旭川営業所
北海道旭川市近
文町１６丁目２
６９８番地の１

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

令和５年３月１４日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を
端緒として監査を実施。４件の違反が認められた。（１）乗務員台帳
の記載事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規
則」）第３７条第１項）、（２）運転者に対する指導監督義務違反
（運輸規則第３８条第１項）、（３）運転者に対する指導監督の記録
義務違反（運輸規則第３８条第１項）、（４）運転者に対する指導監
督の記録事項義務違反（運輸規則第３８条第１項）

0 0

貨物 2023 5 9
有限会社松本商事（法人
番号9380002016601）
代表者松本徳夫

福島県二本松市渋川字
西角16番地3

本社営業所
福島県二本松市
渋川字西角16番
地3

輸送施設の使用停止
（70日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第4項

令和4年5月24日及び6月23日、監査方針を端緒として監査を実施した結
果、7件の違反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第3条第4項）、（2）
点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項、第2項、第3項）、（3）点
呼の記録義務違反（安全規則第7条第5項）、（4）乗務等の記録義務違
反（安全規則第8条）、（5）運行記録計による記録義務違反（安全規
則第9条）、（6）運行指示書の作成義務違反（安全規則第9条の3第1
項）、（7）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1
項）

7 7



貨物 2023 5 10

株式会社ｴﾑｴﾌﾉｰｽｼﾞｬﾊﾟﾝ
（法人番号
3420001008906）代表
者松宮隆治

青森県弘前市大字末広1
丁目1番地1

ｶｽﾀﾏｲｽﾞ事
業部陸送課
営業所

青森県青森市浪
岡大字浪岡字佐
野54-1

文書警告 法第17条第4項
令和5年4月24日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、1件の違
反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第
10条第1項）

0 0

貨物 2023 5 11

南貨物自動車株式会社
（法人番号
5420001010018）代表
者横山博文

青森県黒石市松原142番
地

六戸営業所
青森県上北郡六
戸町大字犬落瀬
字柴山55ｰ28

文書警告 法第17条第4項

令和5年4月20日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、4件の違
反が認められた｡（1）運転者等台帳の作成義務違反（安全規則第9条の
5第1項）、（2）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第
1項）、（3）重傷事故を惹起した運転者に対する指導義務違反（安全
規則第10条第2項）、（4）重傷事故を惹起した運転者に対する適性診
断受診義務違反（安全規則第10条第2項）

0 0

貨物 2023 5 23
ﾜｰｸ物流株式会社（法人
番号1420001009732）
代表者松本裕典

青森県弘前市大字石川
字中川原33番地1

本社営業所
青森県弘前市大
字石川字中川原
33番地1

輸送施設の使用停止
（40日車）

法第17条第1項第1
号、法第17条第4項

令和4年10月5日及び14日、監査方針を端緒として監査を実施した結
果、2件の違反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反（安全
規則第3条第4項）、（2）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則
第10条第1項）

4 4

貸切バス 2023 6 27

鉾田観光バス株式会社
（法人番号
2050001021955）代表
者代々城正

茨城県鉾田市串挽317-7 本社営業所
茨城県鉾田市串
挽317-7

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第４５条

令和5年5月23日、定期的な監査を実施。1件の違反が認められた。(1)
定期点検整備等の未実施(旅客自動車運送事業運輸規則第45条)

0 0

貸切バス 2023 6 27
株式会社江連観光（法人
番号1050001032920）
代表者堀江克仁

茨城県筑西市布川1043 本社営業所
茨城県筑西市幸
町3-1270-105

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第７条の２
第１項

令和5年4月25日及び令和5年5月9日、定期的な監査を実施。3件の違反
が認められた。(1)運送引受書の記載事項の不備(旅客自動車運送事業運
輸規則(以下｢運輸規則｣)第7条の2第1項)､(2)点呼の実施等義務違反(運
輸規則第24条)､(3)定期点検整備等の未実施(運輸規則第45条)

7 0

貨物 2023 5 9
株式会社ギオン代表者祗
園彬之介

神奈川県相模原市中央
区南橋本１－５－１

大野台第二
センター

神奈川県相模原
市南区大野台２
－２６－３１

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和5年2
月7日、監査を実施。1件の違反が認められた。(1)疾病のおそれのある
乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）

1 0

貨物 2023 5 12
株式会社グレートパック
エクスプレス代表者渡辺
富敏

東京都江東区古石場３
－１３－９

本社
東京都江東区古
石場３－１３－
９

事業停止（60日
間）、輸送施設の使
用停止（130日車）、
輸送の安全確保命令

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年6月7日及び同年
6月16日、監査を実施。15件の違反が認められた。(1)疾病のおそれの
ある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、(2)点呼の
実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(3)乗務等記
録の記載事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条）、(4)運転
者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条
第1項）、(5)高齢運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第2項）、(6)高齢運転者に対する適性診断受診義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、(7)定期点検
整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3、道路運
送車両法第48条）、(8)整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第3条の5）、(9)運行管理者の選任義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第18条第1項）、(10)運行管理者の解任届
出違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条）、(11)名義貸し
（貨物自動車運送事業法第27条第1項）、(12)事業計画（貨物自動車利
用運送を行うかどうかの別）の変更認可違反（貨物自動車運送事業法
第9条第1項）、(13)事業計画（自動車車庫の廃止）の変更認可違反
（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、(14)事業の適確な遂行に係る
遵守事項のうち社会保険等に未加入のもの（貨物自動車運送事業法第
24条の4）、(15)自動車に関する表示義務違反（道路運送法第95条）

73 73

貨物 2023 5 16
有限会社アクティブ代表
者小峰元生

埼玉県東松山市松葉町
２－５－１２－３０４

群馬
群馬県太田市浜
町５２－８

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第24条

労働局からの通報を端緒として、令和4年9月1日及び同年9月12日、監
査を実施。3件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督違反等
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、(2)事故の未報告
（貨物自動車運送事業法第24条）、(3)事業計画事前届出違反（貨物自
動車運送事業法第9条第3項）

1 1

貨物 2023 5 16
ビズキャリー株式会社代
表者佐久間孝紀

千葉県船橋市前原西４
－１７－１５ウェルズ
２１津田沼パート１１
Ａ

本社

千葉県船橋市前
原西４－１７－
１５ウェルズ２
１津田沼パート
１１Ａ

輸送施設の使用停止
（220日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第5項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和4年7
月26日、同年8月2日、同年8月29日及び同年10月12日、監査を実施。
11件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第3条第4項）、(2)点呼の記録義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）、(3)点呼記録の不実記載（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）、(4)乗務等記録の記載事
項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条）、(5)乗務等記録の不
実記載（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条）、(6)運行記録計によ
る記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、(7)運行記
録計による記録の不実記録（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9
条）、(8)運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第1項）、(9)運行管理者に対する指導及び監督違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第22条）、(10)事業計画の変更認可違
反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、(11)報告義務違反（貨物自
動車運送事業法第60条第1項）

22 22

貨物 2023 5 16 野口弘吉
埼玉県児玉郡神川町大
字下阿久原３１７

本店
埼玉県児玉郡神
川町大字下阿久
原３１７

輸送施設の使用停止
（185日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の3

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年8月5日、同年8
月24日、監査を実施。11件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の
遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、(2)疾病の
おそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、
(3)点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、
(4)乗務等記録の記載事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8
条）、(5)運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第9条）、(6)運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第1項）、(7)初任運転者に対する適性診断受診義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、(8)定期点
検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3、道路
運送車両法第48条）、(9)事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事
業法第9条第1項）、(10)事業の適確な遂行に係る遵守事項のうち社会
保険等に未加入のもの（貨物自動車運送事業法第24条の4）、(11)報告
義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

19 19

貨物 2023 5 16
株式会社天晴運送代表者
齋藤史郎

神奈川県川崎市高津区
久末１４９１－９バー
スシティー日吉台１０
５

新川崎配送
センター

神奈川県川崎市
幸区小倉２－１
０－１８

輸送施設の使用停止
(85日車)

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

労働局からの通報を端緒として、令和4年8月30日、監査を実施。10件
の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第3条第4項）、(2)疾病のおそれのある乗務（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、(3)点呼の実施義務違反等
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(4)乗務等記録の記載事項
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条）、(5)運転者に対する指
導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、(6)高
齢運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
10条第2項）、(7)初任・高齢運転者に対する適性診断受診義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、(8)定期点検整備
の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3、道路運送車
両法第48条）、(9)運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第23条第1項）、(10)報告義務違反（貨物自動車運送事
業法第60条第1項）

9 9



貨物 2023 5 16
富士流通有限会社代表者
作田典久

東京都江戸川区東葛西
１－３２－１５

本社
東京都江戸川区
東葛西１－３２
－１５

輸送施設の使用停止
（90日車）

貨物自動車運送事業
法第24条の4

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年8月18日及び同
年9月7日、監査を実施。12件の違反が認められた。(1)疾病のおそれの
ある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、(2)点呼の
実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、(3)乗務等
記録の記載事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条）、(4)運
行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9
条）、(5)運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第1項）、(6)高齢運転者に対する指導監督違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、(7)高齢運転者に対する適
性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項）、(8)定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第3条の3、道路運送車両法第48条）、(9)運行管理補助者の要件違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項）、(10)事業計画の変
更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、(11)事業計画事前
届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）、(12)事業の適確な遂
行に係る遵守事項のうち社会保険等未加入（貨物自動車運送事業法第
24条の4）

9 9

貨物 2023 5 16
日本通運株式会社代表者
堀切智

東京都千代田区神田和
泉町２

国立航空貨
物センター

東京都国立市泉
４－８－１

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の3

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年8月29日、監査
を実施。１件の違反が認められた。(1)無車検運行（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第3条の3、道路運送車両法第58条第1項）

6 6

貨物 2023 5 16
ＦｕｔｕｒｅＬｉｎｅ株
式会社代表者町田悠輔

群馬県邑楽郡邑楽町大
字篠塚１４０１－５

本社
群馬県邑楽郡邑
楽町大字篠塚１
４０１－５

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年7月25日、監査
を実施。3件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、(2)疾病のおそれのある乗
務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、(3)運転者に対す
る指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

3 3

貨物 2023 5 16
協和コーポレーション株
式会社代表者岡部昭人

東京都杉並区上井草３
－４－２３

神奈川
神奈川県大和市
上草柳８－３－
２１

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第2項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年8月3日、監査を
実施。3件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督違反等（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、(2)高齢運転者に対す
る指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、
(3)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第2項）

2 2

貨物 2023 5 19
株式会社常伸産業代表者
荘司常雄

茨城県龍ヶ崎市大徳町
９６－１２

本社
茨城県龍ケ崎市
大徳町９６－１
２

事業停止（3日間）、
輸送施設の使用停止
（319日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の3

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年5月10日及び同
年6月8日、監査を実施。13件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示
の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、(2)疾病
のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6
項）、(3)点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条）、(4)乗務等記録の記載事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第8条）、(5)運転者台帳の記載事項違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第9条の5第1項）、(6)運転者に対する指導監督違反等（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、(7)高齢運転者に対する指
導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、(8)高
齢運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第2項）、(9)定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第3条の3、道路運送車両法第48条）、(10)整備管理
者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の
5）、(11)運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第23条第1項）、(12)事業の適確な遂行に係る遵守事項のうち社
会保険等に未加入のもの（貨物自動車運送事業法第24条の4）、(13)報
告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

34 34

貨物 2023 5 30
酒井梱包運輸有限会社代
表者酒井行雄

東京都文京区湯島３－
１０－８

本社
東京都文京区湯
島３－１０－８

輸送施設の使用停止
（160日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の3

行政処分等を受けたにもかかわらず改善が認められないことを端緒と
して、令和4年7月22日、監査を実施。9件の違反が認められた。(1)乗
務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4
項）、(2)疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第3条第6項）、(3)点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第7条）、(4)乗務等の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第8条）、(5)乗務等記録の記載事項違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第8条）、(6)運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第10条第1項）、(7)定期点検整備の実施違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3、道路運送車両法第48条）、
(8)整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第3条の5）、(9)報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

25 16

貨物 2023 5 30
有限会社三枝自動車工業
代表者三枝竜一

山梨県中巨摩郡昭和町
西条３８６－４

本社
山梨県中巨摩郡
昭和町西条３８
６－４

輸送施設の使用停止
（110日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第8条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年8月17日、同年9
月2日及び令和5年1月27日、監査を実施。10件の違反が認められた。
(1)乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条
第4項）、(2)点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第7条）、(3)乗務等記録の記載事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第8条）、(4)乗務等記録の不実記載（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第8条）、(5)運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条）、(6)運行記録計による記録の保存義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第9条）、(7)運転者に対する指導監督違反
等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、(8)初任運転者
に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項）、(9)整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第3条の5）、(10)事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事
業法第9条第1項）

11 11

貨物 2023 5 30
エヌエヌ商事株式会社代
表者七井伸之

栃木県宇都宮市清原工
業団地１８－１

清原ロジセ
ンター

栃木県宇都宮市
清原工業団地１
８－１

輸送施設の使用停止
（50日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和4年7
月28日及び同年8月23日、監査を実施。3件の違反が認められた。(1)乗
務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4
項）、(2)疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第3条第6項）、(3)運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第1項）

5 5

タクシー 2023 5 9

有限会社リッチネット東
京（法人番号
3011802020982）代表
者大野晃誉

東京都足立区加賀2-20-
7

本社営業所
東京都足立区加
賀2-20-7

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和5年2月22日、法令違反の疑いがあることを端緒として監査を実
施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅
客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

タクシー 2023 5 16
有限会社北柏交通（法人
番号4040002089512）
代表者松丸尚

千葉県柏市花野井909-3 本社営業所
千葉県柏市花野
井909-3

輸送施設の使用停止
（70日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和4年7月7日及び令和4年7月22日、救護義務違反があった旨公安委員
会からの通知を端緒として監査を実施。3件の違反が認められた。(1)運
賃料金変更認可違反(道路運送法第9条の3第1項)､(2)運転者に対する指
導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)､(3)定期点
検整備の未実施(道路運送車両法第48条)

7 7

タクシー 2023 5 16
株式会社東王交通（法人
番号2040001108431）
代表者関振東

東京都葛飾区南水元1-
23-17鈴木ﾋﾞﾙ101号室

千葉営業所
千葉県白井市冨
士101-4ﾌﾙﾔｱﾊﾟｰﾄ
2-A号室

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第24条第1
項、第2項

令和4年8月16日、区域拡大を行ったことを端緒として監査を実施。2件
の違反が認められた。(1)点呼の実施義務違反(旅客自動車運送事業運輸
規則(以下､運輸規則)第24条第1項､第2項)､(2)運転者に対する指導監督
義務違反(運輸規則第38条第1項)

0 0



タクシー 2023 5 16
株式会社星丸産業（法人
番号1011701023592）
代表者猿田柱星

東京都江戸川区興宮町
1-5

本社営業所
東京都江戸川区
興宮町1-5

輸送施設の使用停止
（10日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第46条

令和4年8月25日及び令和4年9月6日、新規許可を受けたことを端緒とし
て監査を実施。2件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義
務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第38条第1項)､(2)
整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条)

1 1

タクシー 2023 5 16
株式会社ＳＫリモ（法人
番号6011401021495）
代表者北村太郎

東京都江東区枝川1-15-
9-226

本社営業所
東京都江東区枝
川1-15-9-226

輸送施設の使用停止
（50日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第5
項

令和4年10月18日、新規許可を受けたことを端緒として監査を実施。2
件の違反が認められた。(1)健康状態の把握義務違反(旅客自動車運送事
業運輸規則(以下､運輸規則)第21条第5項)､(2)整備管理者の研修受講義
務違反(運輸規則第46条)

5 5

タクシー 2023 5 16
株式会社ＹＫ（法人番号
6040001104195）代表
者八幡俊伸

東京都港区新橋3-2-7恭
和ﾋﾞﾙ4階

新橋営業所
東京都港区新橋
3-2-7恭和ﾋﾞﾙ4階

輸送施設の使用停止
（50日車）

道路運送車両法第48
条

令和4年9月9日、区域拡大を行ったことを端緒として監査を実施。3件
の違反が認められた。(1)新任運転者に対する指導監督義務違反(旅客自
動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第36条第2項)､(2)初任運転者に
対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)､(3)定期点検整備
の未実施(道路運送車両法第48条)

5 5

タクシー 2023 5 23
株式会社埼玉交通（法人
番号1030001002974）
代表者丸山幸子

埼玉県さいたま市南区
鹿手袋2-13-1

大宮営業所
埼玉県さいたま
市北区吉野町2-
272-7

輸送施設の使用停止
（20日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第2
項

令和4年6月9日及び令和4年6月29日、労働局からの通知を端緒として監
査を実施。6件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反
(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第21条第1項)､(2)点呼の
実施等義務違反(運輸規則第24条)､(3)運転者に対する指導監督義務違反
(運輸規則第38条第1項)､(4)高齢運転者に対する告示で定める特別な指
導義務違反(運輸規則第38条第2項)､(5)高齢運転者に対する適性診断受
診義務違反(運輸規則第38条第2項)､(6)運行管理補助者の要件違反(運輸
規則第47条の9第3項)

2 2

タクシー 2023 5 23

江戸崎合同ハイヤー株式
会社（法人番号
4050001025533）代表
者田中美子

茨城県稲敷市江戸崎甲
3012-1

本社営業所
茨城県稲敷市江
戸崎甲3012-1

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第5
項

令和5年4月21日、労働局からの通知を端緒として監査を実施。4件の違
反が認められた。(1)健康状態の把握義務違反(旅客自動車運送事業運輸
規則(以下､運輸規則)第21条第5項)､(2)運転者に対する指導監督義務違
反(運輸規則第38条第1項)､(3)高齢運転者に対する告示で定める特別な
指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､(4)高齢運転者に対する適性診断
受診義務違反(運輸規則第38条第2項)

0 0

貸切バス 2023 6 23
つばさ交通株式会社（法
人番号3180301004431)
代表者細井雅彦

愛知県岡崎市保母町字
下ﾉ野10-1

本社営業所
愛知県岡崎市保
母町字下ﾉ野10-1

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第28条の2
第1項

令和5年5月15日、監査方針に基づき、監査を実施。1件の違反が認めら
れた。(1)運行指示書の記載事項等不備(旅客自動車運送事業運輸規則第
28条の2第1項)

0 0

貸切バス 2023 6 28 土屋佳男
愛知県名古屋市西区枇
杷島三丁目1-36-1

ＴＴ観光自
動車営業所

愛知県犬山市大
字犬山字甲塚46-
1

輸送施設の使用停止
(65日車)及び文書警
告

道路運送法第20条

令和4年11月2日及び令和4年11月14日並びに令和4年12月12日、監査方
針に基づき、監査を実施。6件の違反が認められた。(1)営業区域外旅客
運送違反(道路運送法第20条)､(2)運送引受書記載事項不備(旅客自動車
運送事業運輸規則第7条の2第1項)､(3)点呼の記録記載事項不備(旅客自
動車運送事業運輸規則第24条第5項)､(4)業務等の記録記載事項不備(旅
客自動車運送事業運輸規則第25条第2項)､(5)運行指示書の記載事項等不
備(旅客自動車運送事業運輸規則第28条の2第1項)､(6)定期点検未実施
(旅客自動車運送事業運輸規則第45条)

7 7

貨物 2023 5 8
佐野運送有限会社（法人
番号7200002018724)代
表者佐野宏和

岐阜県関市武芸川町跡
部788-7

本社営業所
岐阜県関市武芸
川町跡部788-7

輸送施設の使用停止
(50日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和4年10月27日及び令和4年11月4日､監査方針に基づき､監査を実施｡
5件の違反が認められた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事
業法施行規則第2条第1項第4号)､(2)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(3)点呼の実施義務違反(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(4)点呼の記録記
載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)業務の記
録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)

5 5

貨物 2023 5 8
株式会社国際陸運（法人
番号1180001084767)代
表者小野成治

愛知県一宮市木曽川町
里小牧字寺北100番地

本社営業所
愛知県一宮市木
曽川町里小牧字
寺北84番地

輸送施設の使用停止
(150日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和4年10月18日及び令和4年11月10日､監査方針に基づき､監査を実
施｡10件の違反が認められた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運
送事業法施行規則第2条第1項第4号)､(2)乗務時間等基準告示の遵守違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(3)健康診断未受診(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)､(4)整備管理者の研修受講
義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の5)､(5)点呼の実施義
務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(6)点
呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(7)運
転者等台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条
の5第1項)､(8)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第2項)､(9)特定の運転者に対する運転適性診断未受
診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(10)一般講習受講義
務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)

15 15

貨物 2023 5 8
有限会社髙輝運輸（法人
番号4190002004324)代
表者戸髙久輝

三重県津市久居一色町
500番地24

本社営業所
三重県津市久居
一色町500番地24

輸送施設の使用停止
(30日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和4年3月23日及び令和4年5月19日､監査方針に基づいて､監査を実
施｡6件の違反が認められた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運
送事業法施行規則第2条第1項第4号)､(2)乗務時間等基準告示の遵守違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(3)点呼の実施義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(4)点呼の記
録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)運転
者等に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10
条第1項)､(6)事業報告書及び事業実績報告書未提出(貨物自動車運送事
業法第60条第1項)

3 3

貨物 2023 5 8
池田興業株式会社（法人
番号9290801005094)代
表者池田哲

福岡県北九州市門司区
大里本町2丁目2-5

福井営業所
福井県坂井市坂
井町宮領14字14
番1

輸送施設の使用停止
(10日車)

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和4年10月3日､労働局からの通報を端緒として､監査を実施｡1件の違
反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第3条第4項)

1 1

貨物 2023 5 15
川辺輸送株式会社（法人
番号8080401021464)代
表者川辺大祐

静岡県磐田市福田中島
708番地

本社営業所
静岡県磐田市福
田中島708番

輸送施設の使用停止
(80日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和4年10月12日及び令和4年11月4日､監査方針に基づき､監査を実施｡
8件の違反が認められた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事
業法施行規則第2条第1項第4号)､(2)事業計画の変更認可違反(貨物自動
車運送事業法施行規則第2条第1項第5号)､(3)乗務時間等基準告示の遵守
違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(4)点呼の実施義務
違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3
項)､(5)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第5項)､(6)運行記録計による記録不実記録(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第9条)､(7)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第9条の3第1項)､(8)事業報告書及び事業実績報告書未提出
(貨物自動車運送事業法第60条第1項)

8 8

貨物 2023 5 15

東海乳菓運輸株式会社
（法人番号
7080001003509)代表者
柳原孝進

静岡県静岡市葵区流通ｾ
ﾝﾀｰ14-1-3

本社営業所
静岡県静岡市葵
区流通ｾﾝﾀｰ14-
1、14-6

輸送施設の使用停止
(20日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和5年1月17日､監査方針に基づき､監査を実施｡3件の違反が認められ
た｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第4項)､(2)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第7条第5項)､(3)運転者等台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第9条の5第1項)

2 2



貨物 2023 5 15
和束運輸株式会社（法人
番号6130001036999)代
表者杉本哲也

京都府相楽郡和束町大
字門前小字落久保18-2

中部営業所
愛知県丹羽郡大
口町中小口3丁目
462

輸送施設の使用停止
(40日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和4年10月3日､監査方針に基づき､監査を実施｡10件の違反が認められ
た｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第4項)､(2)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
3条第6項)､(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
7条第1項及び第2項)､(4)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第7条第5項)､(5)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第5項)､(6)業務の記録義務違反(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第8条)､(7)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第9条)､(8)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)､(9)運転者等に対する指導監督義
務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(10)特定の運転
者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10
条第2項)

4 4

貨物 2023 5 17
株式会社西谷重工（法人
番号4210001015617)代
表者西谷一秀

福井県福井市成和1丁目
206番31

本社営業所
福井県福井市成
和1丁目206番地
31､206番地17

輸送施設の使用停止
(10日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和4年10月24日､死亡事故を引き起こしたこと及び労働局からの通報
を端緒として､監査を実施｡4件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準
告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)点呼
の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(3)点呼
の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(4)
特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第10条第2項)

1 1

貨物 2023 5 17

ミヤコサービス株式会社
（法人番号
5180001116574)代表者
池田美義

愛知県一宮市大和町妙
興寺字伊勢田28-3

本社営業所
愛知県一宮市大
和町妙興寺字伊
勢田28-3

輸送施設の使用停止
(60日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和4年11月15日及び令和4年12月5日､重傷事故を引き起こしたことを
端緒として､監査を実施｡7件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告
示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)整備管
理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の5)､
(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及
び第2項)､(4)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第5項)､(5)点呼の記録記載事項不備（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条第5項）、(6)業務の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第8条)､(7)運転者等に対する指導監督義務違反(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第10条第1項)

15 6

貨物 2023 5 17
岩崎産業株式会社（法人
番号3190001012832)代
表者岩崎広範

三重県桑名郡木曽岬町
大字和富8-5

本社営業所
三重県桑名郡木
曽岬町大字和富
8-5

輸送施設の使用停止
(60日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和4年10月7日､重傷事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡8件の違反が認められた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運
送事業法施行規則第2条第1項第4号)､(2)乗務時間等基準告示の遵守違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(3)点呼の実施義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(4)点呼の記
録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)点呼の記
録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(6)運転
者等に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10
条第1項)､(7)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第2項)､(8)一般講習受講義務違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第23条第1項)

6 6

貨物 2023 5 19

株式会社ＮＥＸＴＬＩＮ
Ｅ（法人番号
8190001021077)代表者
岡本謙治

三重県四日市市小古曽
三丁目1060-3

本社営業所
三重県四日市市
小古曽三丁目
1060-3

輸送施設の使用停止
(60日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第6条第1
項第1号

令和4年10月18日､監査方針に基づいて､監査を実施｡12件の違反が認め
られた｡(1)配置車両数違反(貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項
第1号)､(2)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6
項)､(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1
項及び第2項)､(4)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第7条第5項)､(5)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第9条)､(6)運転者等台帳の記載事項等不備(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(7)運転者等に対する指導監督
義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(8)運転者等
に対する指導監督記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第10条第1項)､(9)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第10条第2項)､(10)特定の運転者に対する運転適性診
断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(11)運行管理
者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22
条)､(12)自動車事故報告書未届出(貨物自動車運送事業法第24条)

6 6

貨物 2023 5 31

東海西部運輸株式会社
（法人番号
9180001084784)代表者
重友伸文

愛知県一宮市大字北小
渕字中田21番3

本社営業所
愛知県一宮市北
小渕字中田21-3

輸送施設の使用停止
(10日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第1項及び第2項

令和4年11月22日､監査方針に基づき､監査を実施｡3件の違反が認められ
た｡(1)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1
項及び第2項)､(2)運転者等に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第10条第1項)､(3)運転者等に対する指導監督記録記載
事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)

1 1

タクシー 2023 5 31

羽衣タクシー株式会社
（法人番号
8080001004209)代表者
片山龍二

静岡県静岡市駿河区豊
田三丁目5番47号

本社営業所
静岡県静岡市駿
河区豊田三丁目5
番47号

輸送施設の使用停止
(10日車)及び文書警
告

旅客自動車運送事業
運輸規則第25条第3
項

令和5年1月11日、監査方針に基づき、監査を実施。3件の違反が認めら
れた。(1)業務等の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第25
条第3項)､(2)乗務員等台帳の記載事項等不備(旅客自動車運送事業運輸
規則第37条第1項)､(3)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運
送事業運輸規則第38条第1項)

1 1

貨物 2023 3 1

株式会社シンポジューム
（法人番号
2180001077605)代表者
柴田康一

愛知県小牧市大字東田
中2061番地1

安八営業所
岐阜県安八郡安
八町大森字中沼
415-1

輸送施設の使用停止
(10日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の4

令和4年5月18日､重傷事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡2件の違反が認められた｡(1)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条の4)､(2)運転者台帳の作成義務違反(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)

1 1

貨物 2023 3 8
有限会社伊藤商店（法人
番号1180002058480)代
表者伊藤一朗

愛知県西春日井郡豊山
町大字豊場字冨士23番
地

本社営業所
愛知県西春日井
郡豊山町大字豊
場字冨士23番地

輸送施設の使用停止
(40日車)

貨物自動車運送事業
法第25条第2項

令和4年11月1日､警察からの情報を端緒として､監査を実施｡1件の違反
が認められた｡(1)営業類似違法行為を行う自家用貨物自動車の利用(貨
物自動車運送事業法第25条第2項)

4 4

貨物 2023 3 8
株式会社友成陸運（法人
番号6180001141679)代
表者平野友之

岐阜県瑞穂市野田新田
4031番地1

本社営業所
岐阜県瑞穂市野
田新田4031番地1

輸送施設の使用停止
(40日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和4年10月24日､関係機関からの情報を端緒として、監査を実施｡3件
の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)営業類似違法行為を行う自家用貨
物自動車の利用(貨物自動車運送事業法第25条第2項)､(3)自動車に関す
る表示義務違反(道路運送法施行規則第65条)

4 4

貨物 2023 3 10
ヤマト運輸株式会社（法
人番号1010001092605)
代表者長尾裕

東京都中央区銀座2丁目
16番10号

若狭営業所
福井県敦賀市樋ﾉ
水町28番3号

輸送施設の使用停止
(40日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第6条第1
項第1号

令和4年10月17日､監査方針に基づいて､監査を実施｡7件の違反が認めら
れた｡(1)配置車両数違反(貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1
号)､(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1
項及び第2項)､(3)乗務等の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第8条)､(4)運転者台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第9条の5第1項)､(5)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(6)特定の運転者に対する運転
適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(7)運
行管理者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第22条)

4 4



貨物 2023 3 15
株式会社丸敏（法人番号
4080401019140)代表者
山下正昭

静岡県御前崎市池新田
4572番地の1

本社営業所
静岡県御前崎市
池新田4572番地
の1

輸送施設の使用停止
(70日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第1項及び第2項

令和4年8月5日､重傷事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡8件の違反が認められた｡(1)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の記録義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(3)点呼の記録記載事項不備(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(4)点呼の記録不実記載(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)運行記録計による記録
義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(6)運転者台帳の記
載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(7)運
転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10
条第1項)､(8)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第10条第2項)

7 7

貨物 2023 3 15
株式会社心希（法人番号
8080401021217)代表者
岡田祐司

静岡県浜松市西区大人
見町1600番地の422

本社営業所
静岡県浜松市北
区細江町三和130
番地の16

輸送施設の使用停止
(60日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和4年10月4日及び令和4年10月24日､労働局からの通報を端緒とし
て､監査を実施｡11件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵
守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)健康診断未受
診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)､(3)点呼の実施義務違
反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3
項)､(4)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
8条)､(5)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第9条)､(6)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第9条の3第1項)､(7)運転者台帳の作成義務違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(8)運転者台帳の記載事項等不備(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(9)特定の運転者に対す
る指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(10)特
定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第2項)､(11)運行管理者の解任届出違反(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第19条)

6 6

貨物 2023 3 15
大日運輸株式会社（法人
番号6190001015378)代
表者水谷義雄

三重県四日市市午起2丁
目3-17

川越営業所
三重県三重郡川
越町大字当新田
字宮前635-1

輸送施設の使用停止
(105日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和4年10月31日及び令和4年11月10日､酒気帯び運転したことを端緒
として､監査を実施｡11件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示
の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)健康診断
未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)､(3)定期点検未実
施(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)､(4)点呼の実施義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(5)点呼の記
録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(6)乗務
等の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(7)運
行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､
(8)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第10条第1項)､(9)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第10条第2項)､(10)特定の運転者に対する運転適性診
断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(11)運行管理
者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条)

11 11

貨物 2023 3 15
佐川急便株式会社（法人
番号8130001000053）
代表者本村正秀

京都府京都市南区上鳥
羽角田町68

名古屋小田
井営業所

愛知県名古屋市
西区長先町118番
地

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

令和5年1月26日及び令和5年2月9日、重傷事故を端緒として、監査を実
施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2023 3 17
西濃運輸株式会社（法人
番号7200001015755）
代表者小寺康久

岐阜県大垣市田口町1 岐阜支店
岐阜県岐阜市柳
津町流通セン
ター3-1-1

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

令和5年2月24日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として、監査を
実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2023 3 24
株式会社アクア（法人番
号4200001020064)代表
者古田昭二

岐阜県関市小瀬南2丁目
22番4号

関営業所
岐阜県関市倉知
3238番地3

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

令和4年4月14日､無免許運転を端緒として､監査を実施｡1件の違反が認
められた｡(1)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第1項)

0 0

貨物 2023 3 24
大仁運輸株式会社（法人
番号6080101004738)代
表者鈴木誠治

静岡県富士市厚原202番
地の2

沼津営業所
静岡県沼津市大
岡2781番地の2

輸送施設の使用停止
(100日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和4年10月17日､労働局からの通報を端緒として､監査を実施｡8件の違
反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第3条第4項)､(2)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第6項)､(3)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条第5項)､(4)運転者台帳の作成義務違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(5)運転者台帳の記載事項等不備(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(6)特定の運転者に対す
る指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(7)特
定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第2項)､(8)事業報告書及び輸送実績報告書未提出(貨物自動
車運送事業法第60条第1項)

10 10

貨物 2023 3 28

株式会社針尾ロジス
ティック（法人番号
9180002071170)代表者
針尾数男

愛知県春日井市柏原町
五丁目67番地

岐阜営業所
岐阜県岐阜市柳
津町北塚4丁目33
番1

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和4年7月5日､関係機関からの情報を端緒として､監査を実施｡3件の違
反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第3条第4項)､(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(3)運転者に対する指導監督義務
違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)

47 0

貨物 2023 3 28

株式会社針尾ロジス
ティック（法人番号
9180002071170)代表者
針尾数男

愛知県春日井市柏原町
五丁目67番地

春日井営業
所

愛知県春日井市
春日井町土合62-
5

事業停止(30日間)及
び輸送施設の使用停
止(170日車)並びに文
書警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

令和4年7月7日､関係機関からの情報を端緒として､監査を実施｡12件の
違反が認められた｡(1)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第6項)､(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第5項)､(4)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)点呼の記録不実記載(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第7条第5項)､(6)乗務等の記録記載事項不備(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第8条)､(7)乗務等の記録不実記載(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第8条)､(8)運行記録計による記録義務違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(9)運転者台帳の記載事項等不備
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(10)運転者に対する
指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(11)
運転者に対する指導監督記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第1項)､(12)名義貸し(貨物自動車運送事業法第27条第1項)

47 47

貨物 2023 3 30
西濃運輸株式会社（法人
番号7200001015755）
代表者小寺康久

岐阜県大垣市田口町1 四日市支店
三重県四日市市
日永1丁目935-1

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

令和5年2月21日、重傷事故を端緒として、監査を実施。2件の違反が認
められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第1項）、(2)運転者に対する指導監督記録記載事
項不備（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2023 5 10

アサヒ急配株式会社（法
人番号
7120101033500）代表
者福井美公子

大阪府河内長野市南青
葉台34番7号

滋賀
滋賀県栗東市安
養寺7丁目2番12
号

輸送施設の使用停止
（85日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第１項第2
号

令和4年9月16日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。6件の違反
が認められた。（1）点検整備違反【定期点検整備等の未実施】（貨物
自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条の3、道路運
送車両法第48条）、（2）整備管理者の研修受講義務違反【研修未受
講】（安全規則第3条の5）、（3）点呼の記録違反【記載事項等の不
備】（安全規則第7条第5項）、（4）乗務等の記録違反【記載事項等の
不備】（安全規則第8条）、（5）「貨物自動車運送事業者が事業用自
動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対す
る特別な指導及び運転適性診断受診義務違反【運転適性診断の受診状
況】（安全規則第10条第2項）、（6）運行管理者の講習受講義務違反
（安全規則第23条第1項）

9 9



貨物 2023 5 10
株式会社ＣＰ物流（法人
番号1120901032871）
代表者野本政志

大阪府摂津市北別府町1
番14号

本社
大阪府摂津市北
別府町1番14号

輸送施設の使用停止
（120日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和4年8月29日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。12件の違
反が認められた。（1）疾病、疲労等のおそれのある乗務（貨物自動車
運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第6項）、（2）点検
整備違反【定期点検整備等の未実施】（安全規則第3条の3、道路運送
車両法第48条）、（3）整備管理者の研修受講義務違反【研修未受講】
（安全規則第3条の5）、（4）点呼の記録違反【記載事項等の不備】
（安全規則第7条第5項）、（5）（6）乗務等の記録違反【記録】【記
載事項等の不備】（安全規則第8条）、（7）運行記録計による記録違
反【記録】（安全規則第9条）、（8）「貨物自動車運送事業者が事業
用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」（以下「指導監
督告示」）による運転者に対する指導及び監督違反【大部分不適切】
（安全規則第10条第1項）、（9）指導監督告示による運転者に対する
特別な指導及び運転適性診断受診義務違反【運転適性診断の受診状
況】（安全規則第10条第2項）、（10）運行管理者の講習受講義務違反
（安全規則第23条第1項）、（11）健康保険法、厚生年金保険法、労働
者災害補償保険法及び雇用保険法に基づく社会保険等加入義務者が社
会保険等に未加入（貨物自動車運送事業法施行規則第14条第2号）、
（12）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

12 12

貨物 2023 5 10
上野運送株式会社（法人
番号8120001019607）
代表者上野雄三

大阪府大阪市平野区長
吉長原西3-5-11

本社
大阪府大阪市平
野区長吉長原西
3-5-11

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第2
項

令和4年9月14日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。3件の違反
が認められた。（1）整備管理者の研修受講義務違反【研修未受講】
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条の
5）、（2）運転者台帳【作成】（安全規則第9条の5第1項）、（3）
「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及
び監督の指針」による運転者に対する指導及び監督違反【大部分不適
切】（安全規則第10条第1項）

2 2

貨物 2023 5 10
有限会社ワコー（法人番
号8140002037432）代
表者松本賢二

兵庫県高砂市伊保町中
筋643番地の3

本社
兵庫県高砂市春
日野町2-55

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和5年3月2日、死亡事故を引き起こしたことを端緒に監査を実施。5
件の違反が認められた。（1）点呼の記録違反【記載事項等の不備】
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第7条第5
項）、（2）乗務等の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第8
条）、（3）運行記録計による記録違反【記録】（安全規則第9条）、
（4）運転者台帳【記載事項等の不備】（安全規則第9条の5第1項）、
（5）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指
導及び監督の指針」による運転者に対する指導及び監督違反【一部不
適切】（安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2023 5 10
有限会社田野興業（法人
番号1140002046893）
代表者田野和則

兵庫県美方群香美町小
代区野間谷29-1

本社
兵庫県美方群香
美町小代区野間
谷29-1

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和5年3月14日、労働局からの通報を端緒に監査を実施。3件の違反が
認められた。（1）点呼の実施違反【未実施】（貨物自動車運送事業輸
送安全規則（以下「安全規則」）第7条第1項～第3項）、（2）点呼の
記録違反【記録】（安全規則第7条第5項）、（3）乗務等の記録違反
【記載事項等の不備】（安全規則第8条）

0 0

貨物 2023 5 11

大友ロジスティクスサー
ビス株式会社（法人番号
2010601027307）代表
者松村豊人

東京都江東区牡丹1-14-
1

滋賀
滋賀県愛知郡愛
莊町長野字東川
原840番7

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和5年1月19日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。4件の違
反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者
の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）疾病、疲労
等のおそれのある乗務（安全規則第3条第6項）、（3）点呼の記録違反
【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、（4）「貨物自動車運
送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」
による運転者に対する指導及び監督違反【一部不適切】（安全規則第
10条第1項）

0 0

貨物 2023 5 11

株式会社ＡＳＤサービス
（法人番号
6122001012675）代表
者前川幸代

大阪府東大阪市水走1-
19-10

本社
大阪府東大阪市
水走1丁目19-10

輸送施設の使用停止
（70日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和4年9月21日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。5件の違反
が認められた。（1）疾病、疲労等のおそれのある乗務（貨物自動車運
送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第6項）、（2）整備管
理者の研修受講義務違反【研修未受講】（安全規則第3条の5）、（3）
点呼の実施違反【未実施】（安全規則第7条第1項～第3項）、（4）
（5）運転者台帳【作成】【記載事項等の不備】（安全規則第9条の5第
1項）

7 7

貨物 2023 5 11
株式会社K-Field（法人
番号2120001211499）
代表者高橋優

大阪府摂津市鳥飼中1丁
目3番14-201号

本社
大阪府摂津市鳥
飼中1丁目3番14-
201号

輸送施設の使用停止
（80日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和4年9月6日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。10件の違
反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者
の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）疾病、疲労
等のおそれのある乗務（安全規則第3条第6項）、（3）整備管理者の研
修受講義務違反【研修未受講】（安全規則第3条の5）、（4）点呼の実
施違反【未実施】（安全規則第7条第1項～第3項）、（5）点呼の記録
違反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、（6）（7）乗務
等の記録違反【記録】【記載事項等の不備】（安全規則第8条）、
（8）運行記録計による記録違反【記録】（安全規則第9条）、（9）
「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及
び監督の指針」（以下「指導監督告示」）による運転者に対する指導
及び監督違反【一部不適切】（安全規則第10条第1項）、（10）指導監
督告示による運転者に対する特別な指導及び運転適性診断受診義務違
反【運転適性診断の受診状況】（安全規則第10条第2項）

8 8

貨物 2023 5 12
吉田海運株式会社（法人
番号4310001006143）
代表者吉田康剛

長崎県佐世保市三浦町
1-34

神戸
兵庫県神戸市東
灘区深江浜町36
番地1

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和4年9月6日、労働局からの通報を端緒に監査を実施。3件の違反が
認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤
務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）点検整備違反
【定期点検整備等の未実施】（安全規則第3条の3、道路運送車両法第
48条）、（3）点呼の実施違反【未実施】（安全規則第7条第1項～第3
項）

6 6

貨物 2023 5 12

株式会社ひまわり自動車
（法人番号
9130001060889）代表
者倉谷光典

京都府久世郡久御山町
市田新珠城127番地1

本社
京都府久世郡久
御山町市田新珠
城127番地1

輸送施設の使用停止
（80日車）

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

令和4年9月22日、同年9月27日及び同年10月24日、法令違反の疑いが
あることを端緒に監査を実施。11件の違反が認められた。（1）事業計
画変更認可違反【自動車車庫の位置及び収容能力違反】（貨物自動車
運送事業法施行規則第2条第1項第5号）、（2）「貨物自動車運送事業
の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」（以下
「乗務時間告示」）の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
（以下「安全規則」）第3条第4項）、（3）乗務時間等告示なお書きの
遵守違反（一運行の勤務時間）（安全規則第3条第4項）、（4）点呼の
実施違反【未実施】（安全規則第7条第1項～第3項）、（5）点呼の記
録違反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、（6）（7）乗
務等の記録違反【記録】【記載事項等の不備】（安全規則第8条）、
（8）運行記録計による記録違反【記録】（安全規則第9条）、（9）運
行指示書【作成、指示又は携行の義務違反】(安全規則第9条の3第1項
～第3項)、（10）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に
対して行う指導及び監督の指針」（以下「指導監督告示」）による運
転者に対する指導及び監督違反【一部不適切】（安全規則第10条第1
項）、（11）指導監督告示による運転者に対する指導及び監督に係る
記録の作成・保存【記録】（安全規則第10条第1項）

8 8



貨物 2023 5 15

有限会社プレスト物流
（法人番号
5120902012472）代表
者鈴木幸男

大阪府茨木市沢良宜西4
丁目6-1

茨木
大阪府茨木市沢
良宜西4丁目6-1

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第１項第2
号

令和4年9月22日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。1件の違反
が認められた。（1）無車検運行（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
3条の3、道路運送車両法第58条第1項）

6 6

貨物 2023 5 16

有限会社ティアンドエム
サービス（法人番号
4120002016706）代表
者竹田和弘

大阪府東大阪市荒本西4
丁目6番24号

本社
大阪府東大阪市
荒本西4丁目6番
24号

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和5年4月5日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。4件の違
反が認められた。（1）点呼の記録違反【記載事項等の不備】（貨物自
動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第7条第5項）、（2）
乗務等の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第8条）、（3）
「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及
び監督の指針」（以下「指導監督告示」）による運転者に対する指導
及び監督違反【一部不適切】（安全規則第10条第1項）、（4）指導監
督告示による運転者に対する特別な指導及び運転適性診断受診義務違
反【運転適性診断の受診状況】（安全規則第10条第2項）

0 0

貨物 2023 5 17
大沢運送株式会社（法人
番号1030001070749）
代表者大澤隆

埼玉県東松山市大字新
郷88-73

滋賀支店
滋賀県東近江市
池庄町字南野
1111-1

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和4年9月27日及び同年10月18日、公安委員会からの通報を端緒に監
査を実施。7件の違反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事
業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4
項）、（2）点呼の実施違反【未実施】（安全規則第7条第1項～第3
項）、（3）点呼の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5
項）、（4）乗務等の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第8
条）、（5）運行指示書【記載事項等の不備】(安全規則第9条の3第1項
～第3項)、（6）運行指示書及び写しの保存義務違反（安全規則第9条
の3第4項）、（7）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に
対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する指導及び監督
違反【一部不適切】（安全規則第10条第1項）

3 3

貨物 2023 5 22

有限会社六甲マリンサー
ビス（法人番号
5140002025670）代表
者井筒清治

兵庫県神戸市灘区神前
町3丁目5番2号

本社
兵庫県神戸市灘
区神前町3丁目5-
2

輸送施設の使用停止
（160日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和4年9月27日、労働局からの通報を端緒に監査を実施。8件の違反が
認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤
務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）疾病、疲労等の
おそれのある乗務（安全規則第3条第6項）、（3）点検整備違反【定期
点検整備等の未実施】（安全規則第3条の3、道路運送車両法第48
条）、（4）整備管理者の研修受講義務違反【研修未受講】（安全規則
第3条の5）、（5）点呼の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第
7条第5項）、（6）運転者台帳【記載事項等の不備】（安全規則第9条
の5第1項）、（7）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に
対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する特別な指導及
び運転適性診断受診義務違反【運転適性診断の受診状況】（安全規則
第10条第2項）、（8）運行管理者の講習受講義務違反（安全規則第23
条第1項）

16 16

貨物 2023 5 23

荒井運輸産業株式会社
（法人番号
9120901022436）代表
者荒井悟

大阪府豊中市庄本町1-
11-19

茨木
大阪府茨木市東
太田3-7-7

輸送施設の使用停止
（120日車）

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

令和4年9月15日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。12件の違
反が認められた。（1）事業計画変更認可違反【自動車車庫の位置及び
収容能力違反】（貨物自動車運送事業法施行規則（以下「施行規
則」）第2条第1項第5号）、（2）事業計画変更認可違反【乗務員の休
憩・睡眠施設の位置及び収容能力違反】（施行規則第2条第1項第6
号）、（3）事業計画変更事後届出違反【主たる事務所の名称及び位置
の変更違反】（施行規則第7条第1項第1号）、（4）事業計画変更事後
届出違反【営業所又は荷扱所の名称、位置（利用運送のみに係るもの
及び運輸局長が指定する区域内におけるものに限る。）の変更違反】
（施行規則第7条第1項第2号、第3号）、（5）疾病、疲労等のおそれの
ある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3
条第6項）、（6）点検整備違反【定期点検整備等の未実施】（安全規
則第3条の3、道路運送車両法第48条）、（7）整備管理者の研修受講義
務違反【研修未受講】（安全規則第3条の5）、（8）点呼の記録違反
【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、（9）乗務等の記録違
反【記載事項等の不備】（安全規則第8条）、（10）運行記録計による
記録違反【記録】（安全規則第9条）、（11）「貨物自動車運送事業者
が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運
転者に対する指導及び監督違反【大部分不適切】（安全規則第10条第1
項）、（12）運行管理者の講習受講義務違反（安全規則第23条第1項）

12 12

貨物 2023 5 24

株式会社井上商工輸送
（法人番号
5120901010403）代表
者吉田稔

大阪府高槻市天川新町
15-2

本店
大阪府高槻市天
川新町15-2

輸送施設の使用停止
（90日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和4年9月28日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。10件の違
反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者
の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）疾病、疲労
等のおそれのある乗務（安全規則第3条第6項）、（3）整備管理者の研
修受講義務違反【研修未受講】（安全規則第3条の5）、（4）点呼の実
施違反【未実施】（安全規則第7条第1項～第3項）、（5）点呼の記録
違反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、（6）乗務等の記
録違反【記載事項等の不備】（安全規則第8条）、（7）運行記録計に
よる記録違反【記録】（安全規則第9条）、（8）「貨物自動車運送事
業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」（以
下「指導監督告示」）による運転者に対する指導及び監督違反【大部
分不適切】（安全規則第10条第1項）、（9）指導監督告示による運転
者に対する特別な指導及び運転適性診断受診義務違反【運転適性診断
の受診状況】（安全規則第10条第2項）、（10）運行管理者の講習受講
義務違反（安全規則第23条第1項）

9 9

貨物 2023 5 24
熊本通運株式会社（法人
番号2330001010632）
代表者土肥英治

熊本県熊本市北区植木
町亀甲437-4

兵庫
兵庫県相生市陸
本町5番15号

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和4年10月13日、労働局からの通報を端緒に監査を実施。3件の違反
が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の
勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）点呼の実施違
反【未実施】（安全規則第7条第1項～第3項）、（3）点呼の記録違反
【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）

2 2

貨物 2023 5 25
株式会社室町（法人番号
5122001016958）代表
者竹内淳二

大阪府大東市御領2丁目
1番25号

本社
大阪府大東市御
領2丁目1番25号

輸送施設の使用停止
（25日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和4年9月27日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。6件の違反
が認められた。（1）疾病、疲労等のおそれのある乗務（貨物自動車運
送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第6項）、（2）点検整
備違反【定期点検整備等の未実施】（安全規則第3条の3、道路運送車
両法第48条）、（3）整備管理者の研修受講義務違反【研修未受講】
（安全規則第3条の5）、（4）点呼の記録違反【記載事項等の不備】
（安全規則第7条第5項）、（5）乗務等の記録違反【記載事項等の不
備】（安全規則第8条）、（6）運行管理者の講習受講義務違反（安全
規則第23条第1項）

3 3



貨物 2023 5 25

株式会社ＴＢシステム
（法人番号
1120001111709）代表
者加納和男

兵庫県尼崎市戸ノ内町
二丁目1番4号

尼崎
兵庫県尼崎市戸
ノ内町2-1-4

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和4年10月20日、死亡事故を引き起こしたことを端緒に監査を実施。
8件の違反が認められた。（1）疾病、疲労等のおそれのある乗務（貨
物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第6項）、
（2）点呼の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、
（3）（4）乗務等の記録違反【記録】【記載事項等の不備】（安全規
則第8条）、（5）（6）運転者台帳【作成】【記載事項等の不備】（安
全規則第9条の5第1項）、（7）「貨物自動車運送事業者が事業用自動
車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」（以下「指導監督告
示」）による運転者に対する指導及び監督違反【一部不適切】（安全
規則第10条第1項）、（8）指導監督告示による運転者に対する特別な
指導及び運転適性診断受診義務違反【運転適性診断の受診状況】（安
全規則第10条第2項）

3 3

貨物 2023 5 26
株式会社勝山運送（法人
番号1120001049395）
代表者小川敬一

大阪府大阪市西淀川区
佃3-19-13

本社
大阪府大阪市西
淀川区佃3-19-13

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和4年9月9日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。8件の違
反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者
の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）疾病、疲労
等のおそれのある乗務（安全規則第3条第6項）、（3）点呼の実施違反
【未実施】（安全規則第7条第1項～第3項）、（4）（5）点呼の記録違
反【記録】【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、（6）乗務
等の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第8条）、（7）運転者
台帳【作成】（安全規則第9条の5第1項）、（8）「貨物自動車運送事
業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」によ
る運転者に対する指導及び監督に係る記録の作成・保存【記録】（安
全規則第10条第1項）

1 1

貨物 2023 5 29
共伸商事株式会社（法人
番号2120101001932）
代表者西川眞仁

大阪府堺市堺区宿院町
東1-1-27

本社
大阪府堺市堺区
宿院町東1-1-27

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和4年10月12日及び同年11月2日、法令違反の疑いがあることを端緒
に監査を実施。2件の違反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業
の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第
4項）、（2）点呼の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第
5項）

1 1

貨物 2023 5 29
三黄通運株式会社（法人
番号7160001004564）
代表者丸本成俊

滋賀県米原市春照1901
番地

伊吹
滋賀県米原市春
照1901

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和5年2月13日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。6件
の違反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運
転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）点呼の
実施違反【未実施】（安全規則第7条第1項～第3項）、（3）点呼の記
録違反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、（4）（5）運
転者台帳【作成】【記載事項等の不備】（安全規則第9条の5第1項）、
（6）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指
導及び監督の指針」による運転者に対する特別な指導及び運転適性診
断受診義務違反【運転適性診断の受診状況】（安全規則第10条第2項）

0 0

タクシー 2023 5 10
株式会社世界産業（法人
番号3122001026315）
代表者木谷茂樹

大阪府八尾市太田4-35-
1

淡輪
大阪府泉南郡岬
町淡輪1234番地

輸送施設の使用停止
(62日車)

道路運送法(以下｢
法｣)第15条第1項、
法第16条第1項、法
第27条第3項

令和4年9月9日、事業規模の拡大を端緒として監査を実施、8件の違反
が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(法第15条第1項)、(2)事業
計画に定める業務の確保違反(法第16条第1項)、(3)｢旅客自動車運送事
業運輸規則第21条第1項の規定に基づき、事業用自動車の運転者の勤務
時間及び乗務時間に係る基準｣(平成13年国土交通省告示第1675号)の遵
守違反【各事項の未遵守計5件以下】(旅客自動車運送事業運輸規則(以
下「運輸規則」)第21条第1項)、(4)点呼の実施義務違反【未実施50件以
上】(運輸規則第24条第1項、第2項)、(5)点呼の記録義務違反【記載事
項の不備】(運輸規則第24条第5項)、(6)乗務等の記録義務違反【記録事
項の不備】(運輸規則第25条第3項、第4項)、(7)｢旅客自動車運送事業者
が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針｣(平成13年
国土交通省告示第1676号)による運転者に対する指導監督義務違反【一
部不適切】(運輸規則第38条第1項)、(8)運行管理者の講習(一般講習)受
講義務違反(運輸規則第48条の4第1項)

7 7

タクシー 2023 5 16

琵琶湖タクシー株式会社
(法人番号
1160001001674)代表者
田畑太郎

滋賀県大津市におの浜4
丁目6番地28号

瀬田
滋賀県大津市大
萱1丁目字東野
3549

警告
道路交通法第27条第
3項

令和4年12月17日、事故を引き起こしたことを端緒として監査を実施、
2件の違反が認められた。(1)疾病、疲労等のおそれのある乗務【未受診
者1名】(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第21条第5項)、
(2)｢旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及
び監督の指針｣(平成13年国土交通省告示第1676号)による運転者に対す
る指導監督義務違反【一部不適切】(運輸規則第38条第1項)

0 0

タクシー 2023 5 19
日本交通株式会社（法人
番号8140001056210)代
表者澤志郎

兵庫県豊岡市泉町421番
地の1

豊岡
兵庫県豊岡市泉
町421番地の1

警告
道路運送法第27条第
3項

令和5年3月15日、事故を引き起こしたことを端緒として監査を実施。1
件の違反が認められた。｢旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転
者に対して行う指導及び監督の指針｣(平成13年国土交通省告示第1676
号)による運転者に対する指導監督義務違反【一部不適切】(旅客自動車
運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

貨物 2023 5 9

株式会社ＪＴ・ＬＩＮＥ
(法人番号
8260001028354)代表者
服部信

岡山県岡山市東区南古
都516番地1

本店
岡山県岡山市東
区南古都516番地
1

輸送施設の使用停止
(90日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
9条第1項、法第17
条第1項第1号、同条
第4項及び法第60条
第1項

令和4年10月4日及び同年11月2日、情報提供を端緒として監査を実施。
8件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(車庫)(貨物自動
車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)、(2)乗務時間等告示の遵守違
反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、
(3)疾病、疲労等のおそれのある乗務禁止違反(安全規則第3条第6項)、
(4)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項、第2項及び第3項)、(5)点
呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(6)運転者台帳の作成義
務違反(安全規則第9条の5第1項)、(7)運転者台帳の記載事項義務違反
（安全規則第9条の5第1項）、(8)事業報告書及び事業実績報告書の提
出義務違反(貨物自動車運送事業報告規則第2条)

9 9

貨物 2023 5 11
株式会社岡昌運輸(法人
番号3260001009367)代
表者木下昌弘

岡山県岡山市中区倉益
350-1

本社営業所
岡山県岡山市中
区倉益350-1

輸送施設の使用停止
(40日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
9条第1項、法第17
条第4項

令和4年10月26日及び同年12月14日、情報提供を端緒として監査を実
施。5件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(車庫)(貨物
自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)、(2)点呼の実施義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第7条第1項及び
第2項)、(3)運転者台帳の記載事項義務違反（安全規則第9条の5第1
項）、(4)特定の運転者に対する特別な指導義務違反(安全規則第10条第
2項)、(5)特定の運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条
第2項)

4 4



貨物 2023 5 9
四急運輸株式会社（法人
番号4500001015562）
代表者土居藤友

愛媛県宇和島市築地町2
丁目7番11号

本社営業所
愛媛県宇和島市
築地町2丁目7-11

輸送施設の使用停止
（90日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号、第4項

令和5年2月6日、労働局からの通報を端緒として実施したところ、8件
の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が不適切であ
り、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度を超え、また所定の休息
期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと（貨物自
動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、(2)運
転者の過労防止に関する措置が不適切であり、運転者が一の運行にお
ける最初の勤務を開始してから最後の勤務を終了するまでの時間が144
時間を超えていた者がいたこと（安全規則第3条第4項）、(3)運転者等
に対する点呼の実施が不適切であったこと（安全規則第7条第1項、第2
項、第3項）、(4)運転者等に対する点呼の実施結果の記録が確実になさ
れていなかったこと（安全規則第7条第5項）、(5)運行記録計による記
録が確実になされていなかったこと（安全規則第9条）、(6)運行指示書
を作成していなかったこと（安全規則第9条の3第1項、第2項、第3
項）、(7)運転者等台帳の作成が確実になされていなかったこと（安全
規則第9条の5第1項）、(8)事業用自動車の運行の安全を確保するため
に必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと（安全規則第
10条第1項）

9 9

貨物 2023 5 29
有限会社細川興業（法人
番号9470002012228）
代表者細川勝廣

香川県綾歌郡宇多津町
2628-900

本社営業所
香川県綾歌郡宇
多津町2628-900

輸送施設の使用停止
（60日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号、第4項

令和5年1月31日第一当死亡事故を端緒として監査を実施したところ、9
件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が不適切で
あり、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度を超え、また所定の休
息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと（貨物
自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、(2)
運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、１箇月の拘束時間の
限度を超えて乗務していた者があったこと（安全規則第3条第4項）、
(3)運転者等に対する点呼が確実になされていなかったこと（安全規則
第7条第1項、第2項、第3項）、(4)運転者等に対する点呼の実施結果の
記録内容が不適切であったこと（安全規則第7条第5項）、(5)運転者等
台帳の作成が確実になされていなかったこと（安全規則第9条の5第1
項）、(6)運転者等台帳について定められた事項の記録が不適切であっ
たこと（安全規則第9条の5第1項）、(7)事業用自動車の運行の安全を
確保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと
（安全規則第10条第1項）、(8)事業用自動車の運行の安全を確保する
ために必要な運転者に対する指導監督の記録に記載すべき事項が不適
切であったこと（安全規則第10条第1項）、(9)死傷事故を引き起こし
た運転者及び高齢運転者に対して事業用自動車の運行の安全を確保す
るために遵守すべき事項についての特別な指導が不適切であったこと
（安全規則第10条第2項）

6 6

乗合バス 2023 5 24

ジェイアール四国バス株
式会社（法人番号
5470001004840）代表
者高須賀浩

香川県高松市浜ノ町8番
33号

松山支店
愛媛県松山市竹
原2丁目1-76

輸送施設の使用停止
（20日車）、文書警
告

道路運送法第27条第
3項

令和5年3月15日、高速バスのトランク内に乗客を閉じ込めた状態で運
行したことを端緒として監査を実施したところ、6件の違反が確認され
た。(1)旅客に対し、公平かつ懇切な取扱いをしていなかったこと（旅
客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第2条第2項）、(2)従
業員に対し、誠実に職務を遂行するように指導監督することが効果的
かつ適切に行われていなかったこと（運輸規則第2条第3項）、(3)運転
者等に対する点呼の実施結果の記録が不適切であったこと（運輸規則
第24条第5項）、(4)運行基準図について定められた事項の記録が不適
切であったこと（運輸規則第27条第1項）、(5)運転者等に対して運行
基準図に基づく指導をしていなかったこと（運輸規則第27条第1項）、
(6)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する
指導監督が不適切であったこと（運輸規則第38条第1項）

2 2

貨物 2023 5 8

株式会社ライフサポート
（法人番号
8290001037484）代表
者作田知幸

福岡県福岡市早良区大
字小笠木257番地

福岡営業所
福岡県福岡市南
区高木1丁目16番
27号

輸送施設の使用停止
（60日車）文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項第1号、
法第17条第4項、法
第60条第1項

令和4年10月19日、監査実施。7件の違反が認められた。(1)疾病、疲労
等のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全
規則」）第3条第6項)、(2)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、
(3)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(4)運転
者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(5)運転者に対する指
導監督の記録又は指導監督の記録保存違反(安全規則第10条第1項)、(6)
運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1項)、
(7)報告義務違反(貨物自動車運送事業報告規則第2条第1項)

6 6

貨物 2023 5 9

九州名鉄運輸株式会社
（法人番号
2290001047068）代表
者亀﨑剛

福岡県糟屋郡久山町大
字久原字松浦160

佐賀低温流
通支店

佐賀県小城市三
日月町樋口字五
条1766‐1

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和5年4月20日、監査実施。4件の違反が認められた。(1)乗務等の記
録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則)第8
条)、(2)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(3)運転者台
帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(4)運転者に対する指
導監督違反(安全規則第10条第1項)

12 0

貨物 2023 5 10
株式会社彰商事（法人番
号6290001083497）代
表者杉本雄二郎

福岡県太宰府市大字北
谷1106番地1

本社営業所
福岡県太宰府市
大字北谷1106番
地1

輸送施設の使用停止
（70日車）文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項第1号、
法第17条第4項

令和4年8月25日、監査実施。17件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）、（2）乗務時間等の基準なお書き違反(安全規則
第3条第4項)、（3）疾病、疲労等のおそれのある乗務（安全規則第3条
第6項）、（4）点呼の実施義務違反等（安全規則第7条）、（5）点呼
の記録義務違反（安全規則第7条第5項）、（6）点呼の記録事項義務違
反（安全規則第7条第5項）、（7）乗務等の記録義務違反（安全規則第
8条）、（8）乗務等の記録事項義務違反（安全規則第8条）、（9）運
行記録計による記録義務違反（安全規則第9条）、（10）事故の記録事
項義務違反（安全規則第9条の2）、（11）運行指示書の記載事項義務
違反（安全規則第9条の3第1項）、（12）運転者台帳の作成義務違反
（安全規則第9条の5第1項）、（13）運転者台帳の記載事項義務違反
（安全規則第9条の5第1項）、（14）運転者に対する指導監督違反（安
全規則第10条第1項）、（15）運転者に対する指導監督の記録事項義務
違反（安全規則第10条第1項）、（16）特定運転者に対する特別な指導
監督違反（安全規則第10条第2項）、（17）特定運転者に対する適性診
断受診義務違反（安全規則第10条第2項）

7 7

貨物 2023 5 11
株式会社翔栄通商（法人
番号1180001068316）
代表者柴田純一

愛知県岩倉市北島町１
８番地

福岡営業所
福岡県福岡市東
区多の津一丁目
18-7

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和4年11月10日、監査実施。1件の違反が認められた。（１）乗務時
間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4
項）

2 2

貨物 2023 5 11

カマダ運送株式会社（法
人番号
6340001018943）代表
者鎌田憲一

鹿児島県鹿児島市宮之
浦町4080番地

本社営業所
鹿児島県鹿児島
市宮之浦町4080
番地

輸送施設の使用停止
（10日車）文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項2号、法
第17条第4項、道路
運送車両法第48条

令和4年10月27日、監査実施。5件の違反が認められた。(1)定期点検整
備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）
第3条の2)、(2)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(3)乗
務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(4)運転者台帳の記載事項義
務違反(安全規則第9条の5第1項)、(5)運転者に対する指導監督違反(安
全規則第10条第1項)

2 2



貨物 2023 5 11

北九州高速運輸株式会社
（法人番号
4290801008944）代表
者中松德孝

福岡県北九州市門司区
稲積1-8-15-104

福岡営業所
福岡県糟屋郡粕
屋町上大隈765-1

輸送施設の使用停止
（100日車）文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
8条第1項、法第17
条第1項第2号、法第
17条第4項、法第18
条第1項、道路運送
車両法第58条第1項

令和4年10月13日、監査実施。12件の違反が認められた。(1)事業計画
の事前届出違反(貨物自動車運送事業法第8条第1項)、(2)無車検運行違
反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条の2)、
(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(4)点呼の記録事項義務違反
(安全規則第7条第5項)、(5)運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条
の5第1項)、(6)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1
項)、(7)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(8)運転
者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反(安全規則第10
条第1項)、(9)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規則第
10条第1項)、(10)特定運転者に対する特別な指導監督違反(安全規則第
10条第2項)、(11)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則
第10条第2項)、(12)運行管理者の補助者の要件違反（安全規則第18条
第3項）

10 10

貨物 2023 5 15
株式会社宝島物流（法人
番号3330001027130）
代表者住野悠貴

熊本県玉名市天水町部
田見2825番地1

本社営業所
熊本県玉名市天
水町部田見2825
番地1

輸送施設の使用停止
（50日車）文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項第1号、
法第17条第4項、法
第60条第1項

令和4年9月28日、監査実施。10件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項)、(2)乗務時間等の基準なお書き違反(安全規則第3条
第4項)、(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(4)点呼の記録義務
違反(安全規則第7条第5項)、(5)乗務等の記録義務違反(安全規則第8
条)、(6)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(7)運転者台
帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(8)特定運転者に対す
る特別な指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(9)特定運転者に対する
適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(10)報告義務違反(貨物
自動車運送事業報告規則第2条第1項)

5 5

タクシー 2023 5 18

株式会社美登タクシー
（法人番号
9350001005005）代表
者山口富由美

宮崎県宮崎市花山手東1
丁目21番地1

本社営業所
宮崎県宮崎市花
山手東1丁目21番
地1

輸送施設の使用停止
（20日車）文書警告

道路運送法（以下
「法」）第15条第3
項、法第27条第3
項、道路運送車両法
第52条

令和4年9月14日、監査実施。8件の違反が認められた。(1)事業計画事
前変更届出違反(道路運送法第15条第3項)、(2)疾病、疲労等のおそれの
ある乗務（旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第5
項）、(3)乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第25条第3項）、(4)乗
務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条第1項）、(5)運転者に
対する指導監督違反（運輸規則第38条第1項）、(6)特定運転者に対す
る特別な指導監督違反（運輸規則第38条第2項）、(7)特定運転者に対
する適性診断受診義務違反（運輸規則第38条第2項）、(8)整備管理者
の選任（変更）未届出違反（運輸規則第45条）

2 2

タクシー 2023 5 22

福岡西鉄タクシー株式会
社(法人番号
3290001070639)代表者
浅倉武巳

福岡県福岡市南区大楠1
丁目34番地1

大楠営業所
福岡県福岡市南
区大楠1丁目25番
15号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和5年4月19日、監査実施。3件の違反が認められた。(1)点呼の記録
義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第5
項）、(2)点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条第5項）、(3)乗務
員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条第1項）

2 0

乗合バス 2023 5 26
株式会社日清観光(法人
番号5320001006711)代
表者中尾雄一

大分県別府市石垣西10
丁目5番4号

大分営業所
大分県大分市生
石4丁目776-3

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和5年2月8日、監査実施。3件の違反が認められた。(1)運行記録計に
よる記録義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第
26条第1項）、(2)特定運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規
則第38条第2項）、(3)運行管理規程の制定義務違反（運輸規則第48条
の2）

0 0

貨物 2023 5 30

有限会社ワイ・エスエキ
スプレスコーポレーショ
ン(法人番号
5340002015305)代表者
内村広昭

鹿児島県霧島市国分川
原102番地1

本社営業所
鹿児島県霧島市
隼人町内1552-3

輸送施設の使用停止
（50日車）文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
8条第1項、法第17
条第1項第1号、法第
17条第4項

令和4年10月6日、監査実施。11件の違反が認められた。(1)(2)事業計
画(自動車車庫・休憩睡眠施設)に定めるところに従う義務違反(貨物自
動車運送事業法第8条第1項)、(3)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(4)乗務時
間等の基準なお書き違反(安全規則第3条第4項)、(5)点呼の実施義務違
反(安全規則第7条)、(6)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、
(7)運行指示書の記載事項義務違反(安全規則第9条の3)、(8)運転者台帳
の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(9)運転者に対する指導
監督違反(安全規則第10条第1項)、(10)特定運転者に対する特別な指導
監督違反(安全規則第10条第2項)、(11)運行管理規程の制定違反(安全規
則第21条第2項)

5 5

貸切バス 2023 7 4

株式会社美杉観光バス
(法人番号
2030001089912)代表者
吉田典弘

埼玉県飯能市美杉台六
丁目1番地の15

大阪営業所
大阪府高槻市大
塚町4丁目2番5号

警告（処分日車数10
日車のため、一般貸
切旅客自動車運送事
業者に対する行政処
分等の基準3．(6)に
よる）

道路運送法第27条第
3項

令和5年4月19日及び同年5月8日、法令違反の疑いを端緒として監査を
実施。3件の違反が認められた。(1)点呼の記録義務違反【記載事項の不
備】(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」）第24条第5項)、
(2)乗務等の記録義務違反【記録事項の不備】(運輸規則第25条第2項)、
(3)運行指示書の作成等義務違反【記載事項等の不備】(運輸規則第28条
の2第1項)

47 1

貸切バス 2023 7 7
株式会社HOT(法人番号
7120101054224)代表者
井上卓也

和歌山県和歌山市直川
160番地の20

泉南営業所
大阪府阪南市下
出546番地9-302
号室

警告（処分日車数10
日車のため、一般貸
切旅客自動車運送事
業者に対する行政処
分等の基準3．(6)に
よる）

道路運送法（以下
「法」）第15条第3
項、法第27条第3項

令和5年5月30日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。3件の違反
が認められた。(1)事業計画の事前変更届出違反(法第15条第3項)、(2)
「旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項の規定に基づき、事業用自
動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」(平成13年国土交通
省告示第1675号)の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸
規則」)第21条第1項)、(3)点呼の記録義務違反【記載事項の不備】(運
輸規則第24条第5項)

1 1

貸切バス 2023 6 28

株式会社オールスター観
光（法人番号
8380001007908）代表
者佐藤洋一

福島県田村郡三春町大
字楽内字孝戸69番地の2

本社営業所
福島県田村郡三
春町大字楽内字
孝戸69番地の2

輸送施設の使用停止
（60日車）

道路運送法第9条の2
第1項

令和4年12月20日及び令和5年1月13日、監査方針を端緒として監査を
実施した結果、1件の違反が認められた｡（1）運賃料金変更事前届出違
反（道路運送法第9条の2第1項）

6 6

貸切バス 2023 7 11
華洋株式会社（法人番号
7030001040993）代表
者王聡新

埼玉県草加市瀬崎5-27-
34

足立営業所
東京都足立区花
畑7-6-8

輸送施設の使用停止
（130日車）

道路運送法第9条の2
第1項

令和4年11月8日、令和4年11月25日及び令和4年12月16日、定期的な監
査を実施。5件の違反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道
路運送法第9条の2第1項)､(2)運送引受書の記載事項の不備(旅客自動車
運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第7条の2第1項)､(3)点呼の記録義務
違反(運輸規則第24条第5項)､(4)乗務等の記録の記録事項の不備(運輸規
則第25条第2項)､(5)運行指示書の記載事項の不備(運輸規則第28条の2
第1項)

13 13

貸切バス 2023 7 11

株式会社足柄観光バス
（法人番号
4021001045193）代表
者遠藤達人

神奈川県南足柄市怒田
2807-5

本社営業所
神奈川県南足柄
市怒田2807-5

文書警告（処分日車
数40日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第３８条第
１項

令和5年6月5日、定期的な監査を実施。1件の違反が認められた。(1)運
転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第
1項)

4 4

貸切バス 2023 7 11
有限会社薬師寺（法人番
号4060002030507）代
表者小室勝男

栃木県下野市薬師寺
1368-2

本社営業所
栃木県下野市薬
師寺2866-3

文書警告（処分日車
数40日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第２４条

令和5年5月31日、定期的な監査を実施。1件の違反が認められた。(1)
点呼の実施義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条)

4 4

貸切バス 2023 7 19

株式会社アドバンス観光
（法人番号
2040001098615）代表
者多田直美

千葉県袖ケ浦市蔵波台
5-24-4

本社営業所
千葉県袖ケ浦市
蔵波台5-24-4

文書警告（処分日車
数20日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第３８条第
１項

令和5年5月18日、定期的な監査を実施。1件の違反が認められた。(1)
運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条
第1項)

2 2



貸切バス 2023 7 12
有限会社ハヤシバス（法
人番号4200002016540)
代表者林憲一

岐阜県加茂郡川辺町石
神342番地3

川辺営業所
岐阜県加茂郡川
辺町石神342番地
3

輸送施設の使用停止
(100日車)及び文書警
告

旅客自動車運送事業
運輸規則第24条第5
項

令和4年12月22日及び令和5年1月6日、監査方針に基づき、監査を実
施。6件の違反が認められた。(1)点呼の記録記載事項不備(旅客自動車
運送事業運輸規則第24条第5項)､(2)乗務員等台帳の記載事項等不備(旅
客自動車運送事業運輸規則第37条第1項)､(3)特定の運転者に対する指導
監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)､(4)特定の運
転者に対する運転適性診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第38条
第2項)､(5)書類の管理不適切(旅客自動車運送事業運輸規則第69条)､(6)
事業報告書及び輸送実績報告書未提出(道路運送法第94条第1項)

10 10

貸切バス 2023 7 11

株式会社富士タクシー
（法人番号
7500001008407）代表
者三好正司

愛媛県八幡浜市昭和通
1460-73

本社営業所
愛媛県八幡浜市
昭和通1460番地
73

輸送施設の使用停止
（60日車）、文書警
告

道路運送法第16条第
1項、第27条第3項

令和5年3月9日、利用者等からの苦情等を端緒として監査を実施したと
ころ、3件の違反が確認された。(1)事業計画に定めるところに従い、そ
の業務を行っていなかったこと（道路運送法第16条第1項）、(2)運転
者等に対する点呼の実施が一部不適切であったこと（（旅客自動車運
送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第24条第1項、第2項、第3項）、
(3)運転者等に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと
（運輸規則第24条第5項）

6 6

貸切バス 2023 7 25

睡蓮観光株式会社（法人
番号６４３０００１０６
７３３７）代表者寺岡浩
二

北海道札幌市北区新川
西４条３丁目２－５

北営業所
北海道札幌市北
区新川西４条４
丁目６－１３

一般貸切旅客自動車
運送事業の事業停止
（３０日間）、輸送
施設の使用停止（２
８０日車）及び文書
警告

道路運送法（以下
「法」）第９条の２
第１項、道法第２７
条第３項、旅客自動
車運送事業運輸規則
第４７条の７第１
項、法第９４条第１
項

令和５年２月２８日及び令和５年３月２２日、その他事故、法令違
反、事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。１４件の違反が認
められた。（１）名義貸し（道路運送法（以下「法」）第３３条第１
項)、（２）運賃料金事前届出義務違反（法第９条の２第１項）、
（３）運送引受書の交付義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以
下「運輸規則」）第７条の２第１項）、（４）乗務時間等の基準の遵
守違反（運輸規則第２１条第１項）、（５）点呼の実施義務違反（運
輸規則第２４条第１項、第２項）、（６）運行記録計による記録義務
違反（運輸規則第２６条第１項）、（７）乗務員台帳の作成義務違反
（運輸規則第３７条第１項）、（８）運転者に対する指導監督違反
（運輸規則第３８条第１項）、（９）運転者に対する特別な指導義務
違反（運輸規則第３８条第２項）、（１０）整備管理者の解任未届出
違反（運輸規則第４５条）、（１１）整備管理者の研修受講義務違反
（運輸規則第４６条）、（１２）運行管理者の講習受講義務違反（運
輸規則第４８条の４第１項）、（１３）輸送の安全にかかわる公表情
報の報告義務違反（運輸規則第４７条の７第１項）、（１４）報告義
務違反（法第９４条第１項）

58 58

貨物 2023 6 22

中野工業株式会社（法人
番号２４５０００１０１
１０３２）代表者中野誠
志

北海道旭川市工業団地
５条３丁目７９６番地
３

本社営業所
北海道旭川市工
業団地５条３丁
目７９６番地３

輸送施設の使用停止
（４５０日車）及び
文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
９条第１項、法第１
７条第１項第１号、
法第１７条第１項第
２号、法第１７条第
４項、道路運送法第
９５条

令和４年６月７日及び令和４年８月５日、関係機関からの情報を端緒
として監査を実施。１３件の違反が認められた。（１）事業計画変更
認可義務違反［自動車車庫の位置及び収容能力］（貨物自動車運送事
業法施行規則第２条第１項第４号）、（２）乗務時間等の基準の遵守
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第
３条第４項）、（３）疾病・疲労等のおそれのある乗務（安全規則第
３条第６項）、（４）整備不良車両等運行（安全規則第３条の２）、
（５）定期点検整備の実施義務違反（安全規則第３条の２）、（６）
１２月点検整備の実施義務違反（安全規則第３条の２）、（７）点呼
の実施義務違反（安全規則第７条第１項、第２項、第３項）、（８）
運転者台帳の作成義務違反（安全規則第９条の５第１項）、（９）運
転者台帳の記載事項義務違反（安全規則第９条の５第１項）、（１
０）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第１０条第１項）、
（１１）特定運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第１０
条第２項）、（１２）運行管理者の講習受講義務違反（安全規則第２
３条第１項）、（１３）自動車に関する表示義務違反（道路運送法第
９５条）

45 45

貨物 2023 6 26
株式会社ロード（法人番
号５４３０００２０２２
３０９）代表者中谷一成

北海道札幌市手稲区西
宮の沢２条２丁目２番
３０号

本社営業所

北海道札幌市手
稲区西宮の沢２
条２丁目２番３
０号

輸送施設の使用停止
（５０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項第１
号、法第１７条第４
項

令和５年３月１日及び令和５年４月１２日、その他事故、法令違反、
事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。４件の違反が認められ
た。（１）乗務時間等の基準の遵守義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、（２）点呼の実施
義務違反（安全規則第７条第１項、第２項、第３項）、（３）点呼の
記録事項義務違反（安全規則第７条第５項）、（４）運転者に対する
指導監督義務違反（安全規則第１０条第１項）

5 5

貨物 2023 6 26

株式会社ＧＭＴトランス
ポート（法人番号６４３
０００１０７２７８２）
代表者伊藤一寿

北海道石狩市新港中央
２丁目７５８番地５

本社営業所
北海道石狩市新
港中央２丁目７
５８番地５

輸送施設の使用停止
（６５日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項第２
号、法第１７条第４
項

令和５年３月１３日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を
端緒として監査を実施。３件の違反が認められた。（１）定期点検整
備の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第３条の２）、（２）点呼の記録事項義務違反（安全規則第７
条第５項）、（３）運行記録計による記録の改ざん・不実記載（安全
規則第９条）

18 7

タクシー 2023 6 26

道南ハイヤー株式会社
（法人番号３４３０００
１０５６３７５）代表者
毛利英文

北海道有珠郡壮瞥町字
滝之町２８３－２７

本社営業所
北海道有珠郡壮
瞥町字滝ノ町２
８３－２７

輸送施設の使用停止
（４０日車）及び文
書警告

道道路運送法第２７
条第３項、タク特法
第１６条第１項、第
２項

令和４年１０月５日、長期未監査を端緒として監査を実施。６件の違
反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守義務違反（旅客自動
車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第２１条第１項）、（２）
疾病・疲労等のおそれのある乗務（運輸規則第２１条第５項）、
（３）新任運転者に対する指導、監督義務違反（運輸規則第３６条第
２項）、（４）乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第３７条第
１項）、（５）特定運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則
第３８条第２項）、（６）運転者証の返納義務違反（タク特法第１６
条第１項、第２項）

4 4

タクシー 2023 6 26

金星釧路ハイヤー株式会
社（法人番号３４６００
０１０００３２２）代表
者吉野彰哲

北海道釧路市仲浜町４
番７号

本社営業所
北海道釧路市仲
浜町４番７号

輸送施設の使用停止
（２１日車）

道道路運送法第２７
条第３項

令和５年１月２５日、公安委員会からの通報等を端緒として監査を実
施。２件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守義務違
反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第２１条第１
項）、（２）運転者に対する指導監督義務違反（運輸規則第３８条第
１項）

3 3

タクシー 2023 6 26

株式会社ツアーアシスト
（法人番号５４３０００
１０７６４７９）代表者
原田次男

北海道千歳市信濃二丁
目３０番７号

株式会社ツ
アーアシス
トタクシー
事業部営業
所

北海道千歳市信
濃二丁目３０番
７号

輸送施設の使用停止
（１３０日車）及び
文書警告

道路運送法（以下
「法」）第９条の３
第１項、法第２０
条、道法第２７条第
３項

令和５年３月９日、新規許可等を端緒として監査を実施。１０件の違
反が認められた。（１）運賃料金認可、運賃料金変更認可義務違反
（道路運送法（以下「法」）第９条の３第１項）、（２）営業区域外
旅客運送違反（法第２０条）、（３）乗務時間等の基準の遵守義務違
反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第２１条第１
項）、（４）疾病・疲労等のおそれのある乗務（運輸規則第２１条第
５項）、（５）点呼の記録事項義務違反（運輸規則第２４条第５
項）、（６）乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第２５条第３項、
第４項）、（７）事故の記録事項義務違反（運輸規則第２６条の
２）、（８）事業用自動車内の掲示違反（運輸規則第４２条第１
項）、（９）整備管理者の研修受講義務違反（運輸規則第４６条）、
（１０）運行管理者の研修受講義務違反（運輸規則第４８条の４第１
項）、（１１）報告義務違反（道路運送法第９４条第１項）

13 13

タクシー 2023 6 29

有限会社丸瀬布ハイヤー
（法人番号９４６０３０
２００３１６７）代表者
加藤忠孝

北海道紋別郡遠軽町丸
瀬布東町２１９番地

本社営業所
北海道紋別郡遠
軽町丸瀬布東町
２１９番地

文書警告
道道路運送法第２７
条第３項

令和５年６月１日、長期未監査を端緒として監査を実施。２件の違反
が認められた。（１）乗務等の記録事項義務違反（旅客自動車運送事
業運輸規則（以下「運輸規則」）第２５条第３項）、（２）特定運転
者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第３８条第２項）

0 0



タクシー 2023 6 29

湧別ハイヤー株式会社
（法人番号７４６０３０
１００２４５２）代表者
深澤紀明

北海道紋別郡湧別町栄
町５８番地

本社営業所
北海道紋別郡湧
別町栄町５８

文書警告
道道路運送法第２７
条第３項

令和５年６月２日、長期未監査を端緒として監査を実施。３件の違反
が認められた。（１）疾病・疲労等のおそれのある乗務（旅客自動車
運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第２１条第５項）、（２）乗
務等の記録事項義務違反（運輸規則第２５条第３項、第４項）、
（３）運転者に対する指導監督の記録義務違反（運輸規則第３８条第
１項）

0 0

乗合バス 2023 6 6

十勝バス株式会社（法人
番号４４６０１０１００
１１４５）代表者野村文
吾

北海道帯広市西２３条
北１丁目１番地１号

帯広営業所
北海道帯広市西
２３条北１丁目
１番地１号

文書警告
道道路運送法第２７
条第３項

令和５年５月１７日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を
端緒として監査を実施。３件の違反が認められた。（１）点呼の記録
事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第
２４条第５項）、（２）乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第２５
条第１項、第４項）、（３）運転者に対する指導監督義務違反（運輸
規則第３８条第１項）

0 0

貸切バス 2023 7 19

2525ﾀｸｼｰ株式会社（法
人番号
5370001013736）代表
者小髙明

宮城県仙台市宮城野区
仙台港北2丁目1番地の2

本社営業所
宮城県仙台市宮
城野区仙台港北2
丁目1番地の2

輸送施設の使用停止
（60日車）及び文書
警告

道路運送法第9条の2
第1項、道路運送法
第27条第3項

令和5年5月17日、25日及び6月5日、監査方針を端緒として監査を実施
した結果、4件の違反が認められた｡（1）運賃料金変更事前届出違反
（道路運送法第9条の2第1項）、（2）運送引受書の記録義務違反（旅
客自動車運送事業運輸規則（以下｢運輸規則｣）第7条の2第1項）、
（3）運行指示書の作成等義務違反（運輸規則第28条の2第1項）、
（4）運転者に対する指導監督義務違反（運輸規則第38条第1項）

6 6

貨物 2023 6 1

石川高速運輸有限会社
（法人番号
7380002020844）代表
者山田政明

福島県石川郡石川町字
猫啼108番地の1

本社営業所
福島県石川郡石
川町字猫啼108番
地の1

輸送施設の使用停止
（30日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第4項

令和4年11月28日及び12月15日、監査方針を端緒として監査を実施し
た結果、3件の違反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第3条第4
項）、（2）疾病、疲労のおそれのある乗務（安全規則第3条第6項）、
（3）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）

3 3

貨物 2023 6 15

有限会社ｼﾞｬﾊﾟﾝｸﾘｴｰﾄｱｸﾞ
ﾘ（法人番号
8410002008158）代表
者佐藤卓司

秋田県湯沢市八幡字前
田3番地

本社営業所
秋田県湯沢市八
幡字前田3番地

輸送施設の使用停止
（70日車）及び文書
警告

法第8条第1項、法第
17条第1項第1号、
法第17条第1項第2
号、法第17条第4
項、道路運送車両法
第48条

令和4年10月31日、11月25日及び令和5年2月2日、監査方針を端緒とし
て監査を実施した結果、9件の違反が認められた｡（1）自動車車庫の位
置及び収容能力違反（貨物自動車運送事業法施行規則（以下｢施行規
則｣）第2条第1項第4号）、（2）乗務時間等の基準の遵守違反（安全規
則第3条第4項）、（3）定期点検整備等の未実施（安全規則第3条の2及
び道路運送車両法第48条）、（4）点呼の実施義務違反（安全規則第7
条第1項、第2項、第3項）、（5）点呼の記録義務違反（安全規則第7条
第5項）、（6）運行指示書の作成義務違反（安全規則第9条の3第2
項）、（7）運転者台帳の作成義務違反（安全規則第9条の5第1項）、
（8）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）、
（9）運転者に対する指導監督記録義務違反（安全規則第10条第1項）

7 7

貨物 2023 6 16
株式会社大玉運送（法人
番号2380002016921）
代表者渡邉勝章

福島県安達郡大玉村玉
井字前原112番地

本社営業所
福島県安達郡大
玉村玉井字前原
89番4

輸送施設の使用停止
（10日車）及び文書
警告

法第17条第1項第1
号、法第17条第4項

令和4年12月19日及び令和5年1月30日、監査方針を端緒として監査を
実施した結果、4件の違反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守
違反（安全規則第3条第4項）、（2）運転者台帳の作成義務違反【5名
以下作成なし】（安全規則第9条の5第1項）、（3）運転者台帳の作成
義務違反【記載事項等の不備】（安全規則第9条の5第1項）、（4）運
転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）

1 1

貨物 2023 6 28
株式会社村山運送（法人
番号3390001004611）
代表者村山裕樹

山形県天童市大字蔵増
1465番地11

岩手営業所
岩手県北上市成
田22番地101

輸送施設の使用停止
（180日車）及び文書
警告

法第17条第1項第1
号、法第17条第1項
第2号、法第17条第
4項、道路運送車両
法第48条

令和4年11月10日及び令和5年1月11日、監査方針を端緒として監査を
実施した結果、11件の違反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵
守違反（安全規則第3条第4項）、（2）定期点検整備等の未実施違反
【未実施1回】（安全規則第3条の2及び道路運送車両法第48条）、
（3）定期点検整備等の未実施違反【未実施2回】（安全規則第3条の2
及び道路運送車両法第48条）、（4）点呼の記録義務違反（安全規則第
7第5項）、（5）乗務等の記録義務違反（安全規則第8条）、（6）運行
記録計の記録義務違反（安全規則第9条）、（7）運転者に対する指導
監督義務違反（安全規則第10条第1項）、（8）運転者に対する指導監
督記録義務違反（安全規則第10条第1項）、（9）高齢運転者に対する
指導義務違反（安全規則第10条第2項）、（10）初任運転者及び高齢運
転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）、（11）
運行管理者に対する指導監督義務違反（安全規則第22条）

18 18

貨物 2023 6 29
三栄急送株式会社（法人
番号7420001010627）
代表者佐藤知香

青森県黒石市大字浅瀬
石字稲村34番地5

青森営業所
青森県青森市卸
町3-15

文書警告 法第17条第4項

令和5年6月22日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、2件の違
反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第
10条第1項）、（2）運転者に対する指導監督記録義務違反（安全規則
第10条第1項）

0 0

貨物 2023 6 5
米田運輸有限会社（法人
番号7230002012294）
代表者米田勝紀

富山県高岡市能町字打
山555－63

本社営業所
富山県高岡市能
町字打山555－63

輸送施設の使用停止
（50日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項及び
同条第4項

令和3年12月15日及び令和4年1月21日、監査実施。10件の違反が認め
られた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則（以下「安全規則」）第7条第5項）（2）1箇月の拘束時間に関
する違反（安全規則第3条第4項）（3）点呼の実施義務違反（安全規則
第7条第1～2項）（4）点呼の記録義務違反（安全規則第7条第5項）
（5）点呼の記録記載不備（安全規則第7条第5項）（6）運転者台帳の
記載不備（安全規則第9条の5第1項）（7）疾病、疲労等のおそれのあ
る乗務（安全規則第3条第6項）（8）運転者に対する指導監督違反（安
全規則第10条第1項）（9）特定の運転者に対する指導監督違反（安全
規則第10条第2項）（10）特定の運転者に対する適性診断受診義務違反
（安全規則第10条第2項）

5 5

貨物 2023 6 26

株式会社ティーブレイク
（法人番号
8220001019332）代表
者中村卓二

石川県金沢市泉本町1丁
目49番地5

本社営業所
石川県金沢市駅
西本町2丁目5番
32号

輸送施設の使用停止
（50日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項及び
同条第4項

令和3年11月19日、監査実施。3件の違反が認められた。（1）疾病、疲
労等のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下
「安全規則」第3条第6項）（2）運転者台帳の記載不備（安全規則第9
条の5第1項）（3）運行管理者に対する指導監督違反（安全規則第22
条）

5 5

貸切バス 2020 1 15

株式会社スマイルコーポ
レーション（法人番号
3030001067289）代表
者馬場由美子

埼玉県越谷市レイクタ
ウン1-18-19

千葉営業所
千葉県野田市船
形1551-1

輸送施設の使用停止
（290日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第45条

平成31年2月7日及び平成31年2月8日、定期的な監査を実施。11件の違
反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法(以下｢法｣)
第9条の2第1項)､(2)事業計画の変更認可違反(法第15条第1項)､(3)事業
計画の事前変更届出違反(法第15条第3項)､(4)営業区域外旅客運送(法第
20条)､(5)運行管理者の選任届出違反(法第23条第3項)､(6)運送引受書の
記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第7条の
2第1項)､(7)点呼の実施等義務違反(運輸規則第24条)､(8)乗務等の記録
の記録事項不備(運輸規則第25条第2項)､(9)運行指示書の記載事項不備
(運輸規則第28条の2第1項)､(10)運転者に対する指導監督義務違反(運輸
規則第38条第1項)､(11)点検整備関係義務違反(運輸規則第45条)

38 29

貸切バス 2023 7 25

株式会社成田セントラル
観光（法人番号
3040001061415）代表
者前橋良弘

千葉県香取郡多古町喜
多389-23

空港営業所
千葉県成田市取
香558-3

輸送施設の使用停止
（120日車）

道路運送法第9条の2
第1項

令和4年9月21日及び令和4年10月14日、定期的な監査を実施。4件の違
反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2第
1項)､(2)運送引受書の交付義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下
｢運輸規則｣)第7条の2第1項)､(3)運行指示書の記載事項の不備(運輸規則
第28条の2第1項)､(4)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38
条第1項)

12 12



貸切バス 2023 7 25

株式会社四谷観光バス
（法人番号
4030001015049）代表
者秋元清喬

埼玉県さいたま市南区
四谷3-9-29

本社営業所
埼玉県さいたま
市南区四谷3-9-
29

輸送施設の使用停止
（80日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第３８条第
２項

令和4年10月24日及び令和4年11月11日、定期的な監査を実施。3件の
違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運
送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第38条第1項)､(2)高齢運転者に対する
特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､(3)高齢運転者に対する適
性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)

8 8

貸切バス 2023 7 25

香取中央交通株式会社
（法人番号
4040001091741）代表
者木村幸生

千葉県香取市小川字谷
ノ山1320-4

本社営業所
千葉県香取市小
川字谷ノ山1320-
4

輸送施設の使用停止
（60日車）

道路運送法第9条の2
第1項

令和4年10月20日及び令和4年10月26日、定期的な監査を実施。4件の
違反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2
第1項)､(2)運送引受書の記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則
(以下｢運輸規則｣)第7条の2第1項)､(3)乗務時間等告示の遵守違反(運輸
規則第21条第1項)､(4)乗務等の記録の記録事項の不備(運輸規則第25条
第2項)

6 6

貨物 2023 6 6

株式会社ＭＡＲＵＫＯ
（法人番号
6070001026404）代表
者：小池光

群馬県館林市日向町１
０２６－６

神奈川
神奈川県平塚市
田村２－５０１
４－３

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

死亡事故を引き起こしたことを端緒として、令和4年7月27日及び同年9
月5日、監査を実施。9件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵
守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条
第4項）、(2)疾病のおそれのある乗務（安全規則第3条第6項）、(3)点
呼の実施義務違反等（安全規則第7条）、(4)乗務等の記録義務違反（安
全規則第8条）、(5)運行記録計による記録義務違反（安全規則第9
条）、(6)運転者に対する指導監督違反（安全規則第10条第1項）、(7)
初任運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）、
(8)整備管理者の研修受講義務違反（安全規則第3条の5）、(9)事業計画
事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）

3 3

貨物 2023 6 6
有限会社鶴丸商事（法人
番号7030002091177）
代表者：鶴丸雅章

埼玉県越谷市大沢３－
１０－４３ワールドマ
ンション越谷８０２号

八潮
埼玉県八潮市大
字古新田３１６
－３

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

過積載運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和4年
10月19日、監査を実施。1件の違反が認められた。(1)過積載運送（貨
物自動車運送事業法第17条第3項）

3 3

貨物 2023 6 13
株式会社カネタケ（法人
番号9070001014876）
代表者：金井猛

群馬県伊勢崎市五目牛
町３８５－１

本社
群馬県伊勢崎市
五目牛町３８５
－１

輸送施設の使用停止
（220日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第8条
第1項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年5月27日、同年7
月14日、同年7月27日、監査を実施。12件の違反が認められた。(1)乗
務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下
「安全規則」）第3条第4項）、(2)疾病のおそれのある乗務（安全規則
第3条第6項）、(3)点呼の実施義務違反等（安全規則第7条）、(4)乗務
等記録の不実記載（安全規則第8条）、(5)運行記録計による記録義務違
反（安全規則第9条）、(6)運行記録計による記録の不実記録（安全規則
第9条）、(7)運行指示書の作成義務違反（安全規則第9条の3）、(8)運
転者に対する指導監督違反等（安全規則第10条第1項）、(9)初任運転
者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）、(10)運行
管理者に対する指導及び監督違反（安全規則第22条）、(11)運行管理
補助者の要件違反（安全規則第18条第3項）、(12)事業計画の変更認可
違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）

22 22

貨物 2023 6 13
ｇｆ．Ｋ株式会社（法人
番号4011701002800）
代表者：森英樹

東京都江戸川区臨海町
３－６－４－５Ｆ

本社
東京都江戸川区
臨海町３－６－
４－５Ｆ

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年8月9日及び8月
19日、監査を実施。7件の違反が認められた。(1)点呼の実施義務違反
等（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第7条）、
(2)乗務等の記録義務違反（安全規則第8条）、(3)乗務等記録の記載事
項違反（安全規則第8条）、(4)運行記録計による記録義務違反（安全規
則第9条）、(5)運転者に対する指導監督違反等（安全規則第10条第1
項）、(6)運行管理者に対する指導及び監督違反（安全規則第22条）、
(7)事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）

6 6

貨物 2023 6 20
司企業株式会社（法人番
号3180301018687）代
表者：庄司只功

愛知県豊田市本町中根
９８番地

水戸
茨城県那珂市古
徳字辻後２９０
－１

輸送施設の使用停止
（190日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第5項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、福島運輸支局が福島郡
山営業所に対して令和3年11月25日及び令和4年1月17日、監査を実
施。5件の違反が認められたが、その後福島郡山営業所が廃止されたた
め、最寄りである水戸営業所に対して処分を行った。(1)点呼の実施義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第7
条）、(2)点呼記録の不実記載（安全規則第7条第5項）、(3)乗務等記録
の不実記載（安全規則第8条）、(4)運行記録計による記録の不実記録
（安全規則第9条）、(5)運転者に対する指導監督違反（安全規則第10
条第1項）

19 19

貨物 2023 6 20

株式会社トランスポー
ター東京（法人番号
2010801022289）代表
者：喜舎場哲

東京都大田区西六郷３
－２９－８

本社
東京都大田区西
六郷３－２９－
８

輸送施設の使用停止
（140日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第5項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年6月2日、同年6
月16日、同年7月6日、監査を実施。7件の違反が認められた。(1)点呼
の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第7条）、(2)点呼記録の不実記載（安全規則第7条第5項）、(3)
乗務等記録の記載事項違反（安全規則第8条）、(4)乗務等記録の不実記
載（安全規則第8条）、(5)運転者に対する指導監督違反等（安全規則第
10条第1項）、(6)運行管理者に対する指導及び監督違反（安全規則第
22条）、(7)運行管理者の助言に対する尊重義務違反（貨物自動車運送
事業法第22条第3項）

14 14

貨物 2023 6 20
酒井運送株式会社（法人
番号1050001021857）
代表者：三上一志

茨城県鉾田市滝浜３３
８－５

本社
茨城県鉾田市滝
浜３３８－５

輸送施設の使用停止
（90日車)

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

労働局からの通報を端緒として、令和4年7月28日、同年8月24日及び同
年9月7日監査を実施。10件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の
遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3
条第4項）、(2)疾病のおそれのある乗務（安全規則第3条第6項）、(3)
点呼の実施義務違反等（安全規則第7条）、(4)乗務等記録の記載事項違
反（安全規則第8条）、(5)運行記録計による記録義務違反（安全規則第
9条）、(6)運行指示書の作成義務違反（安全規則第9条の3）、(7)運行
指示書の記載事項違反（安全規則第9条の3）、(8)運転者に対する指導
監督違反等（安全規則第10条第1項）、(9)初任運転者に対する適性診
断受診義務違反（安全規則第10条第2項）、(10)事故の未報告（貨物自
動車運送事業法第24条）

9 9

貨物 2023 6 20
新西運輸有限会社（法人
番号9060002012681）
代表者：花塚守克

栃木県さくら市大中１
６０－１０

本社
栃木県さくら市
馬場２９６－２

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年11月18日、監査
を実施。1件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）

2 2

貨物 2023 6 20
有限会社人組（法人番号
8050002034307）代表
者：村野秀典

茨城県稲敷市浮島７９
２－１

本社
茨城県稲敷市神
宮寺十三塚２２
３５－２

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

労働局からの通報を端緒として、令和4年10月21日、監査を実施。1件
の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2023 6 27

株式会社丸輝ライン（法
人番号
1030001073371）代表
者：丸重恒二

埼玉県川口市大字里３
８５

厚木

神奈川県伊勢原
市石田１５１２
ＤＩＡ参番館２
０３

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

無免許運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和5年
5月11日、監査を実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対する指
導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0



貨物 2023 6 28

弁天丸商店有限会社（法
人番号
7040002068744）代表
者：須田祐二

千葉県袖ケ浦市蔵波１
０７

本社
千葉県袖ケ浦市
蔵波１０７

事業停止（30日
間）、輸送施設の使
用停止（50日車）

貨物自動車運送事業
法第27条第1項

千葉県木更津警察署長からの通報を端緒として、令和2年11月6日及び
11月10日、監査を実施。9件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示
の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）
第3条第4項）、(2)点呼の実施義務違反等（安全規則第7条）、(3)運行
記録計による記録義務違反（安全規則第9条）、(4)運行指示書の作成義
務違反（安全規則第9条の3）、(5)運転者に対する指導監督違反（安全
規則第10条第1項）、(6)初任運転者に対する指導監督違反（安全規則
第10条第2項）、(7)初任運転者に対する適性診断受診義務違反（安全
規則第10条第2項）、(8)名義貸し（貨物自動車運送事業法第27条第1
項）、(9)自動車に関する表示義務違反（道路運送法第95条）

35 35

タクシー 2023 6 13
田無交通株式会社（法人
番号8012701002357）
代表者田原泰弘

東京都西東京市西原町
4-2-35

本社営業所
東京都西東京市
西原町4-2-35

輸送施設の使用停止
（10日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第2
項

令和4年9月27日、法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として監査を
実施。3件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反
(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第38条第1項)､(2)高齢運
転者に対する告示で定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2
項)､(3)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2
項)

1 1

タクシー 2023 6 13 石垣定初 東京都墨田区 個人 東京都墨田区
輸送施設の使用停止
（60日車）

タクシー業務適正化
特別措置法第37条第
8項

タクシー業務適正化特別措置法第37条第3項の規定による適正化事業実
施機関（公益社団法人東京タクシーセンター）に対し、負担金を納付
する義務があるにもかかわらず、令和3年度の負担金を納付せず、令和
4年10月12日付け関自旅二第1117号による負担金納付命令（納付期限
令和4年11月11日）に従わなかったこと。(1)負担金納付命令違反(ﾀｸｼｰ
業務適正化特別措置法第37条第8項)

6 6

タクシー 2023 6 13

有限会社新和タクシー
（法人番号
6070002002882）代表
者武田泰重

群馬県前橋市元総社町
336-27

本社営業所
群馬県前橋市元
総社町336-27

輸送施設の使用停止
（30日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第2
項

令和4年9月6日、法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として監査を実
施。5件の違反が認められた。(1)健康状態の把握義務違反(旅客自動車
運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第21条第5項)､(2)運転者に対する指
導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(3)高齢運転者に対する告示で
定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､(4)高齢運転者に対
する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)､(5)運行管理者の講
習受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項)

3 3

タクシー 2023 6 13

ニュー千葉タクシー有限
会社（法人番号
7040002009021）代表
者大越隆郎

千葉県千葉市美浜区新
港212-3

本社営業所
千葉県千葉市美
浜区新港212-3

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第24条

令和5年3月8日及び令和5年3月14日、死亡事故を引き起こしたことを端
緒として監査を実施。4件の違反が認められた。(1)点呼の実施等義務違
反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第24条)､(2)運転者に
対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(3)初任運転者に対す
る適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)､(4)運行管理補助者の
要件違反(運輸規則第47条の9第3項)

0 0

タクシー 2023 6 20 小谷家愼吾 東京都江東区 個人 東京都江東区
輸送施設の使用停止
（60日車）

タクシー業務適正化
特別措置法第37条第
8項

タクシー業務適正化特別措置法第37条第3項の規定による適正化事業実
施機関（公益社団法人東京タクシーセンター）に対し、負担金を納付
する義務があるにもかかわらず、令和3年度の負担金を納付せず、令和
4年12月13日付け関自旅二第1567号による負担金納付命令（納付期限
令和5年1月12日）に従わなかったこと。(1)負担金納付命令違反(ﾀｸｼｰ
業務適正化特別措置法第37条第8項)

6 6

タクシー 2023 6 22
山下運送株式会社（法人
番号9180001086161)代
表者山下博嗣

愛知県稲沢市駅前1丁目
5番地17号

本社営業所
愛知県稲沢市駅
前1丁目5番地17
号

輸送施設の使用停止
(30日車)及び文書警
告

道路運送法第23条第
3項

令和5年1月17日、監査方針に基づき、監査を実施。6件の違反が認めら
れた。(1)運行管理者の解任届出違反(道路運送法第23条第3項)､(2)業務
等の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第25条第3項)､(3)
乗務員等台帳の記載事項等不備(旅客自動車運送事業運輸規則第37条第
1項)､(4)特定の運転者に対する指導義務違反(旅客自動車運送事業運輸
規則第38条第2項)､(5)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(旅客
自動車運送事業運輸規則第38条第2項)､(6)定期点検未実施(旅客自動車
運送事業運輸規則第45条)

3 3

タクシー 2023 6 22
日住ホーム株式会社（法
人番号1080001004025)
代表者松島均

静岡県静岡市葵区安東
二丁目27番12号

さんさんタ
クシー営業
所

静岡県静岡市葵
区安東二丁目27
番12号

輸送施設の使用停止
(20日車)

道路運送法第15条第
1項

令和5年1月23日、監査方針に基づき、監査を実施。1件の違反が認めら
れた。(1)事業計画の変更認可違反(道路運送法第15条第1項)

2 2

タクシー 2023 6 22

挙母タクシー株式会社
（法人番号
1180301018276)代表者
小野和弘

愛知県豊田市東梅坪町9
丁目3番地8号

本社営業所
愛知県豊田市東
梅坪町9丁目3番
地8号

輸送施設の使用停止
(10日車)及び文書警
告

道路運送法第23条第
3項

令和5年1月18日、監査方針に基づき、監査を実施。6件の違反が認めら
れた。(1)運行管理者の選任解任届出違反(道路運送法第23条第3項)､(2)
点呼の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)､
(3)業務等の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第25条第3
項)､(4)乗務員等台帳の記載事項等不備(旅客自動車運送事業運輸規則第
37条第1項)､(5)特定の運転者に対する指導義務違反(旅客自動車運送事
業運輸規則第38条第2項)､(6)特定の運転者に対する運転適性診断未受診
(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)

1 1

タクシー 2023 6 28
有限会社尾高（法人番号
9190002023690)代表者
近藤希

三重県三重郡菰野町大
字杉谷2364番地の2

本社営業所

三重県三重郡菰
野町大字杉谷字
一本木2364番地2
号

輸送施設の使用停止
(10日車)及び文書警
告

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和4年12月21日及び令和5年1月11日、監査方針に基づき、監査を実
施。3件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅
客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)､(2)運転者に対する指導監督記
録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)､(3)運転者に対
する指導監督記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第
1項)

1 1

タクシー 2023 6 28

三幸タクシー株式会社
（法人番号
1180001021877)代表者
渡辺一彦

愛知県名古屋市熱田区
二番1丁目11番地8号

本社営業所
愛知県名古屋市
熱田区二番1丁目
11番地8号

輸送施設の使用停止
(20日車)及び文書警
告

道路運送法第23条第
3項

令和5年1月10日、監査方針に基づき、監査を実施。12件の違反が認め
られた。(1)運行管理者の選任届出違反(道路運送法第23条第3項)､(2)苦
情処理の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第3条第2項)､
(3)健康診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第5項)､(4)点呼
の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)､(5)業
務等の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第25条第3項)､
(6)事故の記録記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則第26条の
2)､(7)乗務員等台帳の記載事項等不備(旅客自動車運送事業運輸規則第
37条第1項)､(8)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1項)､(9)運転者に対する指導監督記録記載事項不備
(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)､(10)特定の運転者に対する
指導義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)､(11)特定の運
転者に対する運転適性診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第38条
第2項)､(12)整備管理者の変更届出違反(旅客自動車運送事業運輸規則第
45条)

2 2

貨物 2023 6 2

東海ロジテク株式会社
（法人番号
1080001013430)代表者
酒井通雄

静岡県島田市牛尾970-
30

本社営業所
静岡県島田市牛
尾970-30

輸送施設の使用停止
(50日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和4年10月19日､関係機関からの情報を端緒として､監査を実施｡10件
の違反が認められた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1項第4号)､(2)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(3)整備管理者の研修受講義
務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の5)､(4)点呼の実施義務
違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3
項)､(5)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5
項)､(6)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第5項)､(7)業務の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第8条)､(8)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第9条)､(9)運転者等台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第9条の5第1項)､(10)運行管理補助者の要件違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第18条第3項)

5 5



貨物 2023 6 7
勢州運輸有限会社（法人
番号7190002020698)代
表者佐藤寿哉

三重県三重郡菰野町大
字千草5278-2

本社営業所
三重県三重郡菰
野町大字千草字
央畑5278-2

輸送施設の使用停止
(110日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和4年8月22日､監査方針に基づいて､監査を実施｡12件の違反が認めら
れた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条
第1項第4号)､(2)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第4項)､(3)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第3条第6項)､(4)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)､(5)点呼の記録記載事項不備
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(6)運行記録計による記
録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(7)事故の記録記
載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の2)､(8)運転者等台
帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､
(9)運転者等台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
9条の5第1項)､(10)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第10条第2項)､(11)特定の運転者に対する運転適性診
断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(12)一般講習
受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)

11 11

貨物 2023 6 14

ドリーム物流株式会社
（法人番号
7190001021350)代表者
渡邉孝雄

三重県松阪市大口町字
子ﾉ新田532番1

本社営業所
三重県松阪市大
口町字子ﾉ新田
532番1

輸送施設の使用停止
(90日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

令和4年10月25日､重傷事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡9件の違反が認められた｡(1)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第6項)､(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条第1項並びに第2項)､(3)運転者等台帳の作成義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(4)運転者等台帳の
記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(5)
運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
10条第1項)､(6)運転者に対する指導監督記録記載事項不備(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(7)特定の運転者に対する指導義務
違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(8)特定の運転者
に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条
第2項)､(9)自動車事故報告書未届出(貨物自動車運送事業法第24条)

9 9

貨物 2023 6 19
株式会社賢拓（法人番号
4180001132457)代表者
山田賢一

愛知県一宮市開明字乾
土32番1

本社営業所
愛知県一宮市開
明字乾土32番地1

輸送施設の使用停止
(30日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第1項及び第2項

令和5年2月7日､酒気帯び運転による事故を端緒として､監査を実施｡9件
の違反が認められた｡(1)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の実施不適切(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)､(3)ｱﾙｺｰﾙ検知器
常時有効保持義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第4項)､
(4)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5
項)､(5)業務の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8
条)､(6)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第9条)､(7)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第1項)､(8)運転者に対する指導監督記録記載事項不備
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(9)運行管理者に対す
る指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条)

3 3

貨物 2023 6 21
桜井運輸株式会社（法人
番号1200001019167)代
表者桜井義高

岐阜県関市山田1065-2 本社営業所
岐阜県関市山田
字大栗1065-2

輸送施設の使用停止
(60日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和4年10月6日､監査方針に基づいて､監査を実施｡6件の違反が認めら
れた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条第4項)､(2)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第3条第6項)､(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第7条第1項及び第2項)､(4)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第7条第5項)､(5)点呼の記録不実記載(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第7条第5項)､(6)運転者等台帳の作成義務違反(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)

6 6

貨物 2023 6 21
株式会社大元（法人番号
5080401019528)代表者
原田和之

静岡県湖西市新居町新
居字向島210番地1

本社営業所
静岡県湖西市新
居町新居字向島
210番地1

輸送施設の使用停止
(60日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和4年10月31日､監査方針に基づいて､監査を実施｡7件の違反が認めら
れた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条
第1項第4号)､(2)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第4項)､(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条第1項及び第2項)､(4)点呼の記録義務違反(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)点呼の記録記載事項不備(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(6)特定の運転者に対する指導
義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(7)特定の運
転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
10条第2項)

6 6

貨物 2023 6 23

不破貨物運輸株式会社
（法人番号
7200001014220)代表者
菊池一彦

岐阜県大垣市赤坂町
2118

本社営業所
岐阜県大垣市赤
坂町字川向2111
番地3

輸送施設の使用停止
(30日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和4年11月9日､監査方針に基づいて､監査を実施｡8件の違反が認めら
れた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条第4項)､(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第7条第5項)､(4)業務の記録義務違反(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第8条)､(5)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第9条)､(6)運転者等台帳の作成義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(7)運転者等台帳の記載事項
等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(8)特定の運
転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
10条第2項)

3 3

貨物 2023 6 26
丸浜運輸株式会社（法人
番号1080401024275）
代表取締役川本博之

静岡県浜松市東区笠井
町36番地の1

本社営業所
静岡県浜松市東
区笠井町36番地
の1

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第5項

令和5年5月11日、公安委員会からの通知を端緒として、監査を実施。2
件の違反が認められた。(1)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第7条第5項)、(2)運転者に対する指導監督義務違反(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)

0 0

貨物 2023 6 28
株式会社アットロジ（法
人番号3021001044790)
代表者尾崎真弘

神奈川県厚木市長沼242 静岡営業所
静岡県藤枝市水
守1丁目11番地5

輸送施設の使用停止
(20日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和4年12月6日､監査方針に基づいて､監査を実施｡3件の違反が認めら
れた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条
第1項第4号)､(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第7条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第7条第5項)

2 2

貨物 2023 6 29

ファーストシステムサー
ビス株式会社（法人番号
8200001008221)代表者
細江寿文

岐阜県羽島郡岐南町平
島三丁目163番地

本社営業所
岐阜県羽島郡岐
南町平島三丁目
163番地

輸送施設の使用停止
(20日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第1項及び第2項

令和4年10月19日及び令和5年2月8日､死亡事故を引き起こしたことを
端緒として､監査を実施｡5件の違反が認められた｡(1)点呼の実施義務違
反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の
記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(3)運
転者等台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条
の5第1項)､(4)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第1項)､(5)特定の運転者に対する運転適性診断未受診
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)

7 2

貨物 2023 6 30
有限会社届晋運輸（法人
番号7021002034837)代
表者古葉千雄

神奈川県伊勢原市高森
301-1

小牧営業所
愛知県小牧市藤
島町中島13番地1

輸送施設の使用停止
(30日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和4年12月13日､監査方針に基づいて､監査を実施｡4件の違反が認めら
れた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条第4項)､(2)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第3条の5)､(3)業務の記録記載事項不備(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第8条)､(4)一般講習受講義務違反(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第23条第1項)

3 3



貨物 2023 6 30
株式会社三国（法人番号
2210001007434)代表者
坂本和彦

福井県坂井市三国町新
保40-6

本社営業所
福井県坂井市三
国町新保40-6

輸送施設の使用停止
(30日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和4年10月27日､監査方針に基づいて､監査を実施｡5件の違反が認めら
れた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条第4項)､(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)､(3)点呼の記録記載事項不備(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(4)運行記録計による記録
義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(5)運行指示書の作
成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)

3 3

貨物 2023 6 30

プロフィットサポート株
式会社（法人番号
4210001015484)代表者
山内誠久

福井県福井市問屋町1丁
目41

本社営業所
福井県福井市問
屋町1丁目41

輸送施設の使用停止
(30日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和4年11月21日､監査方針に基づいて､監査を実施｡3件の違反が認めら
れた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条
第1項第4号)､(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第7条第1項及び第2項)､(3)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第9条)

3 3

貨物 2023 6 30
両元運送株式会社（法人
番9180001094131)代表
者後藤元和

愛知県常滑市堕星12-1 本社営業所
愛知県常滑市堕
星12-1

輸送施設の使用停止
(10日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第6条第1
項第1号

令和4年9月28日及び令和4年12月5日､監査方針に基づいて､監査を実
施｡10件の違反が認められた｡(1)配置車両数違反(貨物自動車運送事業法
施行規則第6条第1項第1号)､(2)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(3)点呼の記録記載事項不備(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(4)運行記録計による記録
義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(5)運転者等台帳の
記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(6)
運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
10条第1項)､(7)運転者に対する指導監督記録義務違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第10条第1項)､(8)特定の運転者に対する指導義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(9)特定の運転者に対
する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項)､(10)事業実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項)

1 1

貨物 2023 6 30
春日井運輸株式会社（法
人番号3180001073875)
代表者奥村高博

愛知県春日井市篠木町7
丁目6-7

本社営業所
愛知県春日井市
篠木町7丁目6-7

輸送施設の使用停止
(40日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和5年2月21日及び令和5年3月8日､酒気帯び運転による事故を端緒と
して､監査を実施｡9件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵
守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)点呼の実施義
務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに
第3項)､(3)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第7条第5項)､(4)業務の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第8条)､(5)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第9条の3第1項)､(6)運転者等台帳の記載事項等不備(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(7)運転者に対する指導監督義務
違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(8)運転者に対す
る指導監督記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条
第1項)､(9)運行管理者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第22条)

4 4

貨物 2023 6 30
半田港運株式会社（法人
番号9180001091946)代
表者浅野皇

愛知県半田市11号地1-4 武豊営業所
愛知県知多郡武
豊町字一号地3-8

輸送施設の使用停止
(20日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和4年10月4日､無免許運転を端緒として､監査を実施｡7件の違反が認
められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第4項)､(2)点呼の実施不適切(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第7条第2項)､(3)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条第5項)､(4)運転者等台帳の記載事項等不備(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(5)特定の運転者に対する指導義
務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(6)特定の運転
者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10
条第2項)､(7)運行管理者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第22条)

2 2

乗合バス 2023 6 1

高富タクシー有限会社
（法人番号
1200002006461)代表者
川上秀人

岐阜県山県市高富1172
番地

本社営業所
岐阜県山県市高
富1172番地

輸送施設の使用停止
(20日車)及び文書警
告

旅客自動車運送事業
運輸規則第25条第1
項

令和4年8月3日、監査方針に基づき、監査を実施。8件の違反が認めら
れた。(1)業務等の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第25
条第1項)､(2)運行基準図記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第
27条第1項)､(3)運行表の記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第
27条第2項)､(4)乗務員等台帳の記載事項等不備(旅客自動車運送事業運
輸規則第37条第1項)､(5)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車
運送事業運輸規則第38条第1項)､(6)特定の運転者に対する指導義務違反
(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)､(7)運行管理規程の記載事
項不適切(旅客自動車運送事業運輸規則第48条の2第1項)､(8)事業報告書
及び輸送実績報告書未提出(道路運送法第94条第1項)

2 2

貨物 2023 6 1

株式会社ジェイ・ロジコ
ム（法人番号
4180001098681）代表
者寺田覚

愛知県海部郡蟹江町今
西1丁目114番地

奈良
奈良県天理市二
階堂上ノ庄町
334-1

輸送施設の使用停止
（10日車)

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和4年10月5日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。5件の違反
が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の
勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）点呼の実施違
反【未実施】（安全規則第7条第1項～第3項）、（3）点呼の記録違反
【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、（4）「貨物自動車運
送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」
による運転者に対する特別な指導及び運転適性診断受診義務違反【運
転適性診断の受診状況】（安全規則第10条第2項）、（5）運行管理者
補助者の要件違反（安全規則第18条第3項）

1 1

貨物 2023 6 1

法成寺運輸株式会社（法
人番号
7240002042943）代表
者岩木信之

広島県福山市駅家町大
字万能倉1415-2

大阪
大阪府大阪市住
之江区泉2丁目1-
77

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和4年10月4日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。2件
の違反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運
転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）点呼の
実施違反【未実施】（安全規則第7条第1項～第3項）

3 3

貨物 2023 6 5
生陽運輸株式会社（法人
番号5120101031885）
代表者山本貴紀

大阪府羽曳野市古市6-
16-5

本社
大阪府羽曳野市
古市6丁目16番5
号

輸送施設の使用停止
（160日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第2
号

令和4年10月3日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。10件の
違反が認められた。（1）点検整備違反【定期点検整備等の未実施】
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条の3、
道路運送車両法第48条）、（2）点呼の実施違反【不適切】（安全規則
第7条第1項～第3項）、（3）点呼の記録違反【記録】（安全規則第7条
第5項）、（4）乗務等の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第8
条）、（5）運行記録計による記録違反【記録】（安全規則第9条）、
（6）運行指示書【作成、指示又は携行の義務違反】(安全規則第9条の
3第1項～第3項)、（7）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転
者に対して行う指導及び監督の指針」（以下「指導監督告示」）によ
る運転者に対する指導及び監督違反【大部分不適切】（安全規則第10
条第1項）、（8）指導監督告示による運転者に対する特別な指導及び
運転適性診断受診義務違反【運転適性診断の受診状況】（安全規則第
10条第2項）、（9）運行管理者の講習受講義務違反（安全規則第23条
第1項）、（10）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

16 16



貨物 2023 6 6

SASロジスティックス株
式会社（法人番号
8060001015975）代表
者小長谷喜一

栃木県小山市城東7丁目
30-31

堺
大阪府堺市堺区
三宝町6丁332番
地の1

輸送施設の使用停止
（50日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和4年10月7日、労働局からの通報を端緒に監査を実施。4件の違反が
認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤
務時間及び乗務時間に係る基準」（以下「乗務時間等告示」）の遵守
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第
4項）、（2）乗務時間等告示なお書きの遵守違反（一運行の勤務時
間）（安全規則第3条第4項）、（3）点呼の記録違反【記載事項等の不
備】（安全規則第7条第5項）、（4）乗務等の記録違反【記載事項等の
不備】（安全規則第8条）

5 5

貨物 2023 6 9
株式会社三創（法人番号
6122001018656）代表
者木村史明

大阪府八尾市新家町4丁
目47番地の1

本社
大阪府八尾市新
家町4丁目47番地
の1の102号

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第1項第2
号

令和5年5月15日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。1件の違反
が認められた。（1）整備管理者の選任（変更）の未届出、虚偽届出
【選任（変更）の未届出に係るもの】（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条の3、道路運送車両法第52条）

0 0

貨物 2023 6 9
藤本運送株式会社（法人
番号7140001005309）
代表者藤本米造

兵庫県神戸市西区押部
谷町高和字フシ原703-1

本社
兵庫県神戸市西
区押部谷町高和
字フシ原703-1

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第2
号

令和4年10月26日、死亡事故を引き起こしたことを端緒に監査を実施。
3件の違反が認められた。（1）点検整備違反【定期点検整備等の未実
施】（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条の
3、道路運送車両法第48条）、（2）点呼の実施違反【未実施】（安全
規則第7条第1項～第3項）、（3）「貨物自動車運送事業者が事業用自
動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対す
る指導及び監督違反【一部不適切】（安全規則第10条第1項）

3 3

貨物 2023 6 13
日栄運輸株式会社（法人
番号1120001027954）
代表者横矢勲

大阪府大阪市大正区鶴
町5丁目3番6号

本社
大阪府大阪市大
正区小林西2-21-
5

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和4年10月13日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。10件の
違反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転
者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）疾病、疲
労等のおそれのある乗務（安全規則第3条第6項）、（3）点呼の実施違
反【未実施】（安全規則第7条第1項～第3項）、（4）点呼の記録違反
【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、（5）乗務等の記録違
反【記載事項等の不備】（安全規則第8条）、（6）運転者台帳【記載
事項等の不備】（安全規則第9条の5第1項）、（7）「貨物自動車運送
事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」
（以下「指導監督告示」）による運転者に対する指導及び監督違反
【一部不適切】（安全規則第10条第1項）、（8）指導監督告示による
運転者に対する指導及び監督に係る記録の作成・保存【記録】（安全
規則第10条第1項）、（9）指導監督告示による運転者に対する特別な
指導及び運転適性診断受診義務違反【運転適性診断の受診状況】（安
全規則第10条第2項）、（10）運行管理規程制定違反（安全規則第21
条）

6 6

貨物 2023 6 14

ロータス物流株式会社
（法人番号
9160001016566）代表
者川嶋千鶴

滋賀県東近江市山上町
字青野5047番6

本社
滋賀県東近江市
山上町字青野
5047番6

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和4年10月13日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。10件の違
反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者
の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）疾病、疲労
等のおそれのある乗務（安全規則第3条第6項）、（3）点呼の実施違反
【未実施】（安全規則第7条第1項～第3項）、（4）点呼の記録違反
【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、（5）乗務等の記録違
反【記載事項等の不備】（安全規則第8条）、（6）運行記録計による
記録違反【記録】（安全規則第9条）、（7）運行指示書【作成、指示
又は携行の義務違反】(安全規則第9条の3第1項～第3項)、（8）（9）
運転者台帳【作成】【記載事項等の不備】（安全規則第9条の5第1
項）、（10）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対し
て行う指導及び監督の指針」による運転者に対する特別な指導及び運
転適性診断受診義務違反【運転適性診断の受診状況】（安全規則第10
条第2項）

6 6

貨物 2023 6 14 吉本麻紀
京都府久世郡久御山町
野村村東267番地の8

横大路
京都府京都市伏
見区横大路貴船
70番16

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和5年5月2日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。2件の違
反が認められてた。（1）乗務等の記録違反【記載事項等の不備】（貨
物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第8条）、（2）
運転者台帳【記載事項等の不備】（安全規則第9条の5第1項）

0 0

貨物 2023 6 15
佐川急便株式会社（法人
番号8130001000053）
代表者本村正秀

京都府京都市南区上鳥
羽角田町68

此花
大阪府大阪市此
花区北港1丁目
625番

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(放
置行為)が過去一年以内に3件に達した。（1）運転者の指導監督義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2023 6 21

株式会社あいあいトータ
ルサポート（法人番号
1140001055020）代表
者山本政信

兵庫県尼崎市善法寺町
１－１

滋賀
滋賀県近江八幡
市桜宮町207-6

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和4年11月15日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。1件の違
反が認められた。（1）点呼の実施違反【未実施】（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第7条第1項～第3項）

1 1

貨物 2023 6 22
谷商事有限会社（法人番
号5140002039258）代
表者谷晴雄

兵庫県朝来市山東町末
歳616-1

本社
兵庫県朝来市山
東町末歳616-1

輸送施設の使用停止
（70日車）

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

令和4年11月15日及び令和5年1月12日、労働局からの通報を端緒に監
査を実施。7件の違反が認められた。（1）事業計画変更認可違反【自
動車車庫の位置及び収容能力違反】（貨物自動車運送事業法施行規則
第2条第1項第5号）、（2）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運
転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」（以下「乗務時間等告
示」）の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）、（3）乗務時間等告示なお書きの遵守違反（一運
行の勤務時間）（安全規則第3条第4項）、（4）点呼の実施違反【未実
施】（安全規則第7条第1項～第3項）、（5）点呼の記録違反【記載事
項等の不備】（安全規則第7条第5項）、（6）乗務等の記録違反【記載
事項等の不備】（安全規則第8条）、（7）運行指示書【作成、指示又
は携行の義務違反】(安全規則第9条の3第1項～第3項)

7 7

貨物 2023 6 23
株式会社扶企通商（法人
番号6150001010060）
代表者的場康次

奈良県桜井市大字芝
1020番地の1

本社
奈良県桜井市茅
原656-2

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和4年10月3日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。7件の違反
が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の
勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）点検整備違反
【定期点検整備等の未実施】（安全規則第3条の3、道路運送車両法第
48条）、（3）点呼の実施違反【未実施】（安全規則第7条第1項～第3
項）、（4）（5）乗務等の記録違反【記録】【記載事項等の不備】
（安全規則第8条）、（6）運行記録計による記録違反【記録】（安全
規則第9条）、（7）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者
に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する特別な指導
及び運転適性診断受診義務違反【運転適性診断の受診状況】（安全規
則第10条第2項）

1 1

貨物 2023 6 23
八潮運輸株式会社(法人
番号3030001040295）
代表者宮地宙

埼玉県八潮市西袋416番
地

尼崎
兵庫県尼崎市杭
瀬南新町1丁目21
番

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和5年4月26日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。1件
の違反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の
運転者に対して行う指導及び監督の指針」（以下「指導監督告示」）
による運転者に対する指導及び監督違反【一部不適切】（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

タクシー 2023 6 6

志都美タクシー株式会社
（法人番号
2150001015105）代表
者澤中徹也

奈良県北葛城郡上牧町
上牧3688番地1号

本社営業所
奈良県北葛城郡
上牧町大字上牧
3688-1

警告
道路運送法第23条第
3項

令和5年4月25日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。運行管理者の選任解任届出違反【選任又は解任の届出
に係るもの】(道路運送法第23条第3項)

0 0



タクシー 2023 6 7

大阪山陽タクシー株式会
社（法人番号
7120001050926）代表
者荒木素直

大阪府大阪市西淀川区
姫島2丁目15番28号

本社
大阪府大阪市西
淀川区姫島2丁目
15番28号

警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数（放
置駐車違反）が過去一年以内に3件に達した。「旅客自動車運送事業者
が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」(平成13年
国土交通省告示第1676号)による運転者に対する指導監督義務違反(旅
客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

タクシー 2023 6 8
真和交通株式会社（法人
番号7120001012595）
代表者小池史朗

大阪府大阪市東成区東
今里3丁目12番22号

本社
大阪府大阪市東
成区東今里3丁目
12番22号

警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数（放
置駐車違反）が過去一年以内に3件に達した。「旅客自動車運送事業者
が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」(平成13年
国土交通省告示第1676号)による運転者に対する指導監督義務違反(旅
客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

タクシー 2023 6 28
有限会社湖西交通（法人
番号3160002004550）
代表者山口大介

滋賀県大津市坂本7丁目
33番6号

本社営業所
滋賀県大津市坂
本7丁目33番6号

輸送施設の使用停止
(10日車)

道路運送法第27条第
3項

令和5年2月7日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。2件の違反
が認められた。(1)疾病、疲労等のおそれのある乗務【未受診者1名】
(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第5項)、(2)点
検整備関係義務違反【定期点検整備等の未実施(道路運送車両法第48
条)】(運輸規則第45条)

3 1

乗合バス 2023 6 9

帝産湖南交通株式会社
（法人番号
9160001012986）代表
者喜多正美

滋賀県草津市山寺町188
番地

田上
滋賀県大津市上
田上中野町字前
田294番地

輸送施設の使用停止
(10日車)

道路運送法第27条第
3項

令和5年1月30日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。3件の違反
が認められた。(1)点呼の記録義務違反【一部記録なし】(旅客自動車運
送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第5項)、(2)点呼の記録義務
違反【記載事項の不備】(運輸規則第24条第5項)、(3)乗務員台帳の作
成、備付け義務違反【記載事項等の不備】(運輸規則第37条第1項)

1 1

乗合バス 2023 6 28
神姫バス株式会社（法人
番号6140001059289）
代表者長尾真

兵庫県姫路市西駅前町1
番地

社
兵庫県加東市社
字宮ノ前777番地
21

警告
道路運送法第27条第
3項

令和5年4月20日、事故を引き起こしたことを端緒として監査を実施。1
件の違反が認められた。「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運
転者に対して行う指導及び監督の指針」(平成13年国土交通省告示第
1676号)による運転者に対する指導監督義務違反【一部不適切】(旅客
自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

貸切バス 2023 7 31
有限会社芸州観光（法人
番号6240002027565）
代表者児玉塁

広島県東広島市西条町
田口451番地9号

本社
広島県東広島市
西条町田口451番
地9号

文書警告（処分日車
数30日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

道路運送法第27条第
3項

令和5年6月22日、継続監視の監査対象であることを端緒として監査を
実施。4件の違反が認められた。(1)運送引受書の記載事項義務違反(旅
客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」第7条の2第1項)、(2)点呼
の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(3)運行記録計による記録
義務違反（運輸規則第26条第1項）、(4)運転者に対する指導監督の記
録義務違反（運輸規則第38条第1項）

4 3

貨物 2023 6 2

くみあい運輸株式会社
(法人番号
7250001001949)代表者
木村秀人

山口県防府市大字台道
55番地

本社営業所
山口県防府市大
字台道字中内山
55

輸送施設の使用停止
(70日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
9条第1項、同条第3
項前段、法第17条第
1項第1号、同条第1
項第2号、同条第4項
及び道路運送車両法
第52条

令和4年8月4日、同年9月15日及び同年10月19日、情報提供を端緒とし
て監査を実施。14件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反
(車庫)(貨物自動車運送事業法施行規則(以下「施行規則」)第2条第1項
第4号)、(2)事業計画事前届出違反(自動車の種別ごとの数)(施行規則第
6条第1項第1号)、(3)疾病、疲労等のおそれのある乗務禁止違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第6項)、(4)整備管
理者の変更の未届出(安全規則第3条の2)、(5)点呼の記録義務違反(安全
規則第7条第5項)、(6)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、
(7)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条第1項)、(8)運転者台帳の
作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(9)運転者台帳の記載事項義務
違反（安全規則第9条の5第1項）、(10)運転者に対する指導監督義務違
反(安全規則第10条第1項)、(11)運転者に対する指導監督の記録義務違
反(安全規則第10条第1項)、(12)運転者に対する指導監督の記録事項義
務違反(安全規則第10条第1項)、(13)特定の運転者に対する適性診断受
診義務違反(安全規則第10条第2項)、(14)運行管理者の講習(一般講習)
受講義務違反(安全規則第23条第1項)

7 7

タクシー 2023 6 2

広交タクシー株式会社
(法人番号
5240001009953)代表者
前泰弘

広島県広島市西区観音
新町3丁目2番1号

本社営業所
広島県広島市西
区観音新町3丁目
2番1号

輸送施設の使用停止
(20日車)及び文書警
告

道路運送法第27条第
3項

令和4年9月12日及び同年11月9日、死亡事故を端緒として監査を実施。
3件の違反が認められた。(1)乗務等の記録事項義務違反（旅客自動車運
送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第25条第3項）、(2)運転者に対
する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(3)特定の運転者に対す
る適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)

2 2

貨物 2023 6 19

株式会社アキト興運(法
人番号：
3240001035258)代表者
清水章登

広島県福山市松永町1丁
目9番地2

本社営業所
広島県福山市松
永町1-9-2

輸送施設の使用停止
(70日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
9条第1項、法第17
条第1項第1号及び同
条第4項

令和4年10月5日及び同年12月2日、重傷事故を端緒として監査を実施。
6件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(車庫)(貨物自動
車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)、(2)乗務時間等告示の遵守違
反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、
(3)乗務時間等告示のなお書き遵守違反(安全規則第3条第4号)、(4)点呼
の実施義務違反(安全規則)第7条第1項、第2項及び第3項)、(5)乗務等の
記録事項義務違反(安全規則第8条第1項)、(6)運行指示書の作成義務違
反(安全規則第9条の3第1項)

7 7

貨物 2023 6 27
株式会社星川産業(法人
番号1240001032109)代
表者梶田紀子

広島県福山市曙町4丁目
4-16

福山営業所
広島県福山市箕
沖町128番25

輸送施設の使用停止
(10日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号及び同条第4項

令和4年12月20日及び令和5年2月17日、死亡事故を端緒として監査を
実施。7件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)点呼の
実施義務違反(安全規則)第7条第1項及び第2項)、(3)点呼の記録義務違
反(安全規則第7条第5項)、(4)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条
第5項)、(5)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条第1項)、(6)運転
者台帳の記載事項義務違反（安全規則第9条の5第1項）、(7)運転者に
対する指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1項)

1 1

貨物 2023 6 30
明和運送株式会社(法人
番号1240001011707)代
表者武安哲男

広島県広島市南区出島2
丁目1番26号

物流セン
ター営業所

広島県広島市南
区出島2丁目14-
13

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和5年6月12日、情報提供を端緒として監査を実施。1件の違反が認め
られた。運転者に対する指導監督の実施義務違反(最高速度違反行
為)(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)

0 0

貨物 2023 6 7
山石物流有限会社（法人
番号5500002012112）
代表者石戸勇至

愛媛県喜多郡内子町五
十崎乙379-5

本社営業所
愛媛県喜多郡内
子町五十崎乙
379-5、369-8

輸送施設の使用停止
（20日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号、第4項

令和5年2月21日、労働局からの通報を端緒として監査を実施したとこ
ろ、7件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が不適
切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度を超え、また所定
の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4
項）、(2)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、運転者が一
の運行における最初の勤務を開始してから最後の勤務を終了するまで
の時間が144時間を超えていた者がいたこと（安全規則第3条第4項）、
(3)運転者等に対する点呼が確実になされていなかったこと（安全規則
第7条第1項、第2項、第3項）、(4)運転者等に対する点呼の実施結果の
記録内容が不適切であったこと（安全規則第7条第5項）、(5)運転者等
の業務について定められた事項の記録が不適切であったこと（安全規
則第8条）、(6)運行指示書を作成していなかったこと（安全規則第9条
の3第1項、第2項、第3項）、(7)運行指示書に記載すべき事項が不適切
であったこと（安全規則第9条の3第1項、第2項、第3項）

2 2



貨物 2023 6 9

株式会社みなとみらい
（法人番号
7470001012742）代表
者宮下浩二

香川県坂出市林田町
1613番地1

本社営業所
香川県高松市勅
使町93-1

輸送施設の使用停止
（100日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号、第4項

令和5年2月17日、貨物自動車運送事業に関する監査方針に基づき監査
を実施したところ、11件の違反が確認された。(1)乗務員等の健康状態
の把握が確実になされていなかったこと（貨物自動車運送事業輸送安
全規則（以下「安全規則」）第3条第6項）、(2)運転者等に対する点呼
が確実になされていなかったこと（安全規則第7条第1項、第2項、第3
項）、(3)運転者等に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であっ
たこと（安全規則第7条第5項）運転者等の業務について定められた事
項の記録が不適切であったこと（安全規則第8条）、(4)運転者等の業務
について定められた事項の記録が不適切であったこと（安全規則第8
条）、(5)運転者等の業務について定められた事項の記録の保存が確実
になされていなかったこと（安全規則第8条）、(6)運行記録計による記
録が確実になされていなかったこと（安全規則第9条）、(7)運転者等台
帳の作成が確実になされていなかったこと（安全規則第9条の5第1
項）、(8)運転者等台帳について定められた事項の記録が不適切であっ
たこと（安全規則第9条の5第1項）、(9)事業用自動車の運行の安全を
確保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと
（安全規則第10条第1項）、(10)重傷事故を引き起こした運転者及び高
齢運転者に対して事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守す
べき事項についての特別な指導が不適切であったこと（安全規則第10
条第2項）、(11)重傷事故を引き起こした運転者及び高齢運転者に対し
て法令で定められた適性診断を受診させていなかったこと（安全規則
第10条第2項）

10 10

貨物 2023 6 9

大輪総合運輸株式会社
（法人番号
5480001005037）代表
者森本英樹

徳島県鳴門市撫養町立
岩字元地102

鳴門本社営
業所

徳島県鳴門市撫
養町立岩字元地
113-2

輸送施設の使用停止
（60日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号、第2号、第4項、
第60条第1項

令和4年12月6日及び令和5年1月31日、労働局と合同で監査を実施した
ところ、7件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が
不適切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度を超え、また
所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこ
と（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4
項）、(2)整備管理者に対して、法令で定められた研修を受講させてい
なかったこと（安全規則第3条の4）、(3)運転者等に対する点呼が確実
になされていなかったこと（安全規則第7条第1項、第2項、第3項）、
(4)運転者等に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと
（安全規則第7条第5項）、(5)運行記録計による記録が確実になされて
いなかったこと（安全規則第9条）、(6)運行管理者に対して、法令で定
められた講習を受講させていなかったこと（安全規則第23条第1項）、
(7)事業報告書及び事業実績報告書の提出をしていなかったこと（貨物
自動車運送事業法第60条第1項）

6 6

貨物 2023 6 19
株式会社国商運輸（法人
番号7122001016816）
代表者和田隆

大阪府大東市深野南町
2-2

高松営業所
香川県高松市朝
日町5丁目15-1

輸送施設の使用停止
（50日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法第9条第3項前段、
第17条第1項第1
号、第4項

令和5年1月24日及び同年同月25日、労働局と合同で監査を実施したと
ころ、9件の違反が確認された。(1)営業所に配置する車両数等の変更を
届け出ていなかったこと（貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項
第1号）、(2)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘
束時間及び連続運転時間の限度を超え、また所定の休息期間が十分確
保されない状態で乗務していた者があったこと（貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、(3)運転者の過労防
止に関する措置が不適切であり、１箇月の拘束時間の限度を超えて乗
務していた者があったこと（安全規則第3条第4項）、(4)運転者等に対
する点呼が確実になされていなかったこと（安全規則第7条第1項、第2
項、第3項）、(5)運転者等に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切
であったこと（安全規則第7条第5項）、(6)運転者等の業務について定
められた事項の記録の保存が確実になされていなかったこと（安全規
則第8条）、(7)運転者等台帳について定められた事項の記録が不適切で
あったこと（安全規則第9条の5第1項）、(8)事業用自動車の運行の安
全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であった
こと（安全規則第10条第1項）、(9)事業用自動車の運行の安全を確保
するために必要な運転者に対する指導監督の記録に記載すべき事項が
不適切であったこと（安全規則第10条第1項）

5 5

貨物 2023 6 26
株式会社共進工業（法人
番号6490001000457）
代表者中澤孝夫

高知県南国市十市4465-
1

本社営業所
高知県南国市十
市4465-1

輸送施設の使用停止
（20日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法第9条第1項、第
17条第1項第1号、
第4項

令和5年2月10日及び同年3月13日、労働局と合同で監査を実施したとこ
ろ、4件の違反が確認された。(1)自動車車庫の位置及び収容能力に係る
事業計画変更認可を受けていなかったこと（貨物自動車運送事業法施
行規則第2条第1項第4号）、(2)運転者の過労防止に関する措置が不適
切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度を超え、また所定
の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4
項）、(3)運転者等に対する点呼が確実になされていなかったこと（安
全規則第7条第1項、第2項、第3項）、(4)運転者等に対する点呼の実施
結果の記録内容が不適切であったこと（安全規則第7条第5項）

2 2

乗合バス 2023 6 22
徳島バス株式会社（法人
番号4480001001730）
代表者金原克也

徳島県徳島市出来島本
町1丁目25番地

徳島営業所
徳島県徳島市出
来島本町1丁目25
番地

文書警告、文書勧告
道路運送法第27条第
3項

令和5年6月7日、不適切運行を端緒として監査を実施したところ、4件
の違反が確認された。(1)旅客に対し、公平かつ懇切な取扱いをしてい
なかったこと（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第2
条第2項）、(2)従業員に対し、誠実に職務を遂行するように指導監督す
ることが効果的かつ適切に行われていなかったこと（運輸規則第2条第
3項）、(3)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に
対する指導監督が不適切であったこと（運輸規則第38条第1項）、(4)
発車時刻前に事業用自動車を発車させたこと（運輸規則第12条）

0 0

乗合バス 2023 6 27
四国交通株式会社（法人
番号3480001007522）
代表者一木加津雄

徳島県三好市井川町西
井川311番地2

本社営業所
徳島県三好市井
川町西井川311番
地2号

輸送施設の使用停止
（10日車）、文書警
告、文書勧告

道路運送法第16条第
1項、第27条第3項

令和5年5月11日、一部の系統において終点まで運行しなかったことを
端緒として監査を実施したところ、7件の違反が確認された。(1)運行計
画の定めるところに従い、その業務を行っていなかったこと（道路運
送法第16条第1項）、(2)従業員に対し、誠実に職務を遂行するように
指導監督することが効果的かつ適切に行われていなかったこと（旅客
自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第2条第3項）、(3)発車
時刻前に事業用自動車を発車させたこと（運輸規則第12条）、(4)事業
用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監
督が不適切であったこと（運輸規則第38条第1項）、(5)事業用自動車
の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督の記録
に記載すべき事項が不適切であったこと（運輸規則第38条第1項）、
(6)高齢運転者に対して事業用自動車の運行の安全を確保するために遵
守すべき事項についての特別な指導が不適切であったこと（運輸規則
第38条第2項）、(7)高齢運転者に対して法令で定められた適性診断を
受診させていなかったこと（運輸規則第38条第2項）

1 1

貸切バス 2023 7 24

有限会社高山三幸観光・
宮崎（法人番号
2350002018838）代表
者濵松修三

宮崎県西諸県郡高原町
大字後川内5918番地1

本社営業所
宮崎県西諸県郡
高原町大字西麓
4321

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和5年6月20日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反（旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項）

0 0



貨物 2023 6 1
卓洋運輸有限会社（法人
番号4350002010719）
代表者兒玉基治

宮崎県日向市大字日知
屋字前畑3379番地25

本社営業所
宮崎県日向市大
字日知屋字前畑
3379番地25

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

令和4年12月13日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)過積載運送
(貨物自動車運送事業法第17条第3項)

2 2

乗合バス 2023 6 5

長崎自動車株式会社（法
人番号
2310001001369）代表
者森田誠

長崎県長崎市新地町3番
地17号

神の島営業
所

長崎県長崎市神
の島町1丁目331
番地65号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和5年5月29日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)早発の禁止
違反（旅客自動車運送事業運輸規則第12条）

2 0

乗合バス 2023 6 5

長崎自動車株式会社（法
人番号
2310001001369）代表
者森田誠

長崎県長崎市新地町3番
地17号

柳営業所
長崎県長崎市
小ヶ倉町3-76-48

文書勧告
道路運送法第27条第
3項

令和5年5月29日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)早発の禁止
違反（旅客自動車運送事業運輸規則第12条）

2 0

貨物 2023 6 7
株式会社まつい（法人番
号5330001026139）代
表者河津夏輝

熊本県熊本市西区春日7
丁目2番52号

本店営業所
熊本県熊本市西
区春日7丁目215
番地3

輸送施設の使用停止
（10日車）文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
8条第1項、法第9条
第3項、法第17条第
1項第1号、法第17
条第4項

令和4年12月13日、監査実施。8件の違反が認められた。(1)事業計画
(休憩睡眠施設)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法
第8条第1項)、(2)事業計画の変更届出違反(貨物自動車運送事業法施行
規則第7条第1項第2号、第3号)、(3)疾病、疲労等のおそれのある乗務
(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第6項)、
(4)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項～第3項)、(5)点呼の記録
事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(6)運転者台帳の記載事項義務違
反(安全規則第9条の5第1項)、(7)運転者に対する指導監督違反(安全規
則第10条第1項)、(8)特定運転者に対する特別な指導監督違反(安全規則
第10条第2項)

1 1

貨物 2023 6 8
有限会社荒木運輸（法人
番号3350002000299）
代表者荒木久次

宮崎県宮崎市清武町大
字今泉甲3608-16

日向営業所
宮崎県日向市大
字財光寺字尻無
川1816-1

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

令和4年12月15日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)過積載運送
(貨物自動車運送事業法第17条第3項)

2 2

タクシー 2023 6 15

有限会社大財タクシー
（法人番号
9300002000117）代表
者小部信吾

佐賀県佐賀市大財4丁目
1番地54号

本社営業所
佐賀県佐賀市大
財4丁目1番地54
号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和5年6月9日、監査実施。3件の違反が認められた。(1)苦情処理の記
録の記載事項不備違反（旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規
則」)第3条第2項）、(2)乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第
37条第1項）、(3)運転者に対する指導監督違反（運輸規則第38条第1
項）

0 0

貨物 2023 6 16
伊万里運輸株式会社(法
人番号4300001005451)
代表者黒川淳一

佐賀県伊万里市二里町
八谷搦627-6

本社営業所
佐賀県伊万里市
二里町八谷搦
627-6

文書警告

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第17
条第1項第1号、法第
17条第4項

令和5年5月22日、監査実施。7件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規
則」)第3条第4項)、(2)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5
項)、(3)運行指示書に係る（作成、指示、携行）義務違反(安全規則第9
条の3第1項)、(4)運行指示書の記載事項義務違反(安全規則第9条の3第1
項)、(5)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(6)
運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(7)特定運転者に
対する特別な指導監督違反(安全規則第10条第2項)

0 0

貨物 2023 6 20

ニチモウロジスティクス
株式会社（法人番号
2290001021122）代表
者加藤達也

福岡県福岡市博多区網
場町8-31

南九州営業
所

鹿児島県曽於市
末吉町深川字内
村11111-5

輸送施設の使用停止
（50日車）文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
8条第1項、法第17
条第1項第1号、法第
17条第4項

令和4年8月30日、監査実施。12件の違反が認められた。(1)事業計画
(自動車車庫)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法第8
条第1項)、(2)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安
全規則（以下「安全規則」）第3条第4項)、(3)点呼の実施義務違反(安
全規則第7条)、(4)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(5)点呼
の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(6)乗務等の記録義務違反
(安全規則第8条)、(7)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(8)
運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(9)運転者台帳の記載
事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(10)運転者に対する指導監督
違反(安全規則第10条第1項)、(11)運転者に対する指導監督の記録又は
指導監督の記録保存違反(安全規則第10条第1項)、(12)運行管理規程の
制定違反(安全規則第21条第2項)

5 5

貨物 2023 6 22
株式会社西丸運送(法人
番号3340001015456)代
表者西丸政博

鹿児島県曽於市財部町
南俣4152-2

本社営業所
鹿児島県曽於市
財部町南俣4152-
2

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

令和5年3月13日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)過積載運送
(貨物自動車運送事業法第17条第3項)

1 1

タクシー 2023 6 26

相生タクシー有限会社
（法人番号
2290802013243）代表
者石橋孝三

福岡県北九州市八幡西
区森下町11番地3

本社営業所
福岡県北九州市
八幡西区森下町
11番地3

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和5年6月14日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対
する指導監督違反（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

タクシー 2023 6 26

産業タクシー株式会社
（法人番号
4290801011378）代表
者藤野秀之

福岡県中間市長津3丁目
21番13号

若松営業所
福岡県北九州市
若松区南二島2丁
目18番3号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和5年6月19日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対
する指導監督違反（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

タクシー 2023 6 30

株式会社オファサポート
（法人番号
1350001005482）代表
者服部幸雄

宮崎県宮崎市島之内
3535番地2

本社営業所
宮崎県児湯郡高
鍋町大字北高鍋
1020

文書警告、文書勧告
道路運送法第27条第
3項

令和5年1月10日、監査実施。10件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反（旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第
21条第1項）、(2)疾病、疲労等のおそれのある乗務（運輸規則第21条
第5項）、(3)点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条第5項）、(4)新
任運転者に対する指導監督違反（運輸規則第36条第2項）、(5)乗務員
台帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条第1項）、(6)運転者に対す
る指導監督違反（運輸規則第38条第1項）、(7)運転者に対する指導監
督の記載事項義務違反（運輸規則第38条第1項）、(8)特定運転者に対
する特別な指導監督違反（運輸規則第38条第2項）、(9)特定運転者に
対する適性診断受診義務違反（運輸規則第38条第2項）、(10)指導主任
者の選任届出義務違反(運輸規則第68条第1項第3号)

0 0

貸切バス 2023 7 31
有限会社矢吹ﾀｸｼｰ（法人
番号93800002018597）
代表者舘秀幸

福島県西白河郡矢吹町
中町246番地

宮城営業所
宮城県仙台市泉
区小角字宮90-1

輸送施設の使用停止
（60日車）

道路運送法第10条第
1項

令和5年3月15日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、1件の違
反が認められた｡（1）運賃料金割り戻し違反（道路運送法第10条第1
項）

6 6

貸切バス 2023 8 1

株式会社平成エンタープ
ライズ（法人番号：
5030001048782）代表
者田倉貴弥

埼玉県志木市本町5-22-
26

足立営業所
東京都足立区入
谷9-31-15

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第２４条第
５項

令和5年2月2日、令和5年2月3日及び令和5年3月8日、定期的な監査を
実施。4件の違反が認められた。(1)運行管理者の解任届出違反(道路運
送法第23条第3項)､(2)点呼の記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規
則(以下｢運輸規則｣)第24条第5項)､(3)運転者に対する指導監督等義務違
反(運輸規則第38条第1項)､(4)整備管理者選任(変更)の未届出(道路運送
車両法第52条)

0 0

貸切バス 2023 8 8 有限会社みず季野観光
千葉県野田市目吹2532-
2

本社営業所
千葉県野田市目
吹2532-8

輸送施設の使用停止
（90日車）

道路運送法第２０条

令和4年11月24日、定期的な監査を実施。5件の違反が認められた。(1)
営業区域外旅客運送(道路運送法第20条)､(2)運送引受書の記載事項の不
備(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第7条の2第1項)､(3)
疾病のおそれのある乗務(運輸規則第21条第5項)､(4)点呼の記録義務違
反(運輸規則第24条第5項)､(5)運行指示書の記載事項の不備(運輸規則第
28条の2第1項)

9 9

貸切バス 2023 8 8

株式会社群馬赤城高原交
通（法人番号
8070001028118）代表
者大島一美

群馬県渋川市渋川3575-
2

本社営業所
群馬県渋川市渋
川3575-2

輸送施設の使用停止
（60日車）

道路運送法第10条
令和5年1月16日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。1件
の違反が認められた。(1)運賃又は料金の割戻しの禁止違反(道路運送法
第10条)

6 6



貸切バス 2023 8 8
有限会社とらバス（法人
番号8380002015612）
代表者寺岡忠

埼玉県熊谷市佐谷田字
伊勢前3565

本社営業所
埼玉県比企郡滑
川町大字山田
2185-2

文書警告（処分日車
数40日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第２１条第
５項

令和5年2月9日及び令和5年3月2日、定期的な監査を実施。5件の違反が
認められた。(1)事業計画の事前変更届出違反(道路運送法第15条第3
項)､(2)疾病のおそれのある乗務(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運
輸規則｣)第21条第5項)､(3)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)､
(4)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)､(5)運行
管理者に対する講習受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項)

4 4

貸切バス 2023 8 8
中田商会株式会社（法人
番号4030001031888）
代表者中田盛夫

埼玉県幸手市権現堂
148-1

本社営業所
埼玉県幸手市権
現堂148-1

文書警告（処分日車
数50日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第２１条第
５項

令和5年4月25日、定期的な監査を実施。3件の違反が認められた。(1)
疾病のおそれのある乗務(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規
則｣)第21条第5項)､(2)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第
38条第1項)､(3)定期点検整備等の未実施(運輸規則第45条)

5 5

貸切バス 2023 8 8

つばさ観光バス株式会社
（法人番号
3030001018449）代表
者齋藤清和

埼玉県蓮田市大字井沼
478-1

本社営業所
埼玉県蓮田市大
字井沼478-1

文書警告
道路運送法第２３条
第３項

令和5年6月20日、定期的な監査を実施。2件の違反が認められた。(1)
運行管理者の解任届出違反(道路運送法第23条第3項)､(2)整備管理者解
任の未届出(道路運送車両法第52条)

0 0

貸切バス 2023 8 2
三球観光株式会社（法人
番号2240001023016）
代表者坂井田勝利

広島県東広島市西条町
寺家6480番地の2

本社営業所
広島県東広島市
西条町寺家6480
番地の2

輸送施設の使用停止
（60日車）

道路運送法第20条
令和5年2月28日、情報提供を端緒に監査を実施。1件の違反が認められ
た。(1)営業区域外旅客運送(道路運送法第20条)

8 6

貸切バス 2023 8 7

セントラル交通株式会社
（法人番号
2240001044152）代表
者吉野博之

広島県東広島市志和町
志和東4333-16

本社営業所
広島県東広島市
志和町志和東
4333-16

輸送施設の使用停止
（60日車）

道路運送法第10条
令和5年3月16日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。1件
の違反が認められた。(1)運賃又は料金の割戻しの禁止違反(道路運送法
第10条)

6 6

貨物 2023 7 25

日幸産業運輸株式会社
（法人番号５４３０００
１０３３１９９）代表者
朝井清美男

北海道石狩市新港西２
丁目７８０番地２

本社営業所
北海道石狩市新
港西２丁目７８
０番地２

文書警告
貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

令和５年６月６日、第一当事者と推定される死亡事故を引き起こした
ことを端緒として監査を実施。１件の違反が認められた。（１）運転
者に対する指導監督義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１
０条第１項）

0 0

タクシー 2023 7 19

株式会社伊達ハイヤー
（法人番号６４３０００
１０５６２５７）代表者
長澤直裕

北海道伊達市館山町１
０番地

本社営業所
北海道伊達市館
山町１０番地

輸送施設の使用停止
（６０日車）及び文
書警告及び文書勧告

道道路運送法第２７
条第３項、道路運送
法施行規則第６６条
第１項

令和４年９月２８日及び令和４年１０月５日、長期未監査を端緒とし
て監査を実施。１０件の違反が認められた。（１）苦情処理の記録義
務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第３条第
２項）、（２）疾病・疲労等のおそれのある乗務（運輸規則第２１条
第５項）、（３）事故の記録事項義務違反（運輸規則第２６条の
２）、（４）乗務員台帳の作成義務違反（運輸規則第３７条第１
項）、（５）乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第３７条第１
項）、（６）運転者に対する特別な指導義務違反（運輸規則第３８条
第２項）、（７）特定運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規
則第３８条第２項）、（８）整備管理者の研修受講義務違反（運輸規
則第４６条）、（９）指導主任者の選任届出義務違反（運輸規則第６
８条第１項第３号）、（１０）指導主任者の選任、退任届出義務違反
（道路運送法施行規則第６８条第１項第４号）

6 6

タクシー 2023 7 19 高橋幸一 北海道札幌市清田区
佑貴ＴＡＸ
Ｉ営業所

北海道札幌市清
田区

輸送施設の使用停止
（６０日車）

道路運送法第２７条
第３項

令和５年２月１４日、その他事故、法令違反、事件、その他事故、法
令違反、事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。１件の違反が
認められた。（１）無車検運行（旅客自動車運送事業運輸規則第４５
条）

6 6

乗合バス 2023 7 5

旭川電気軌道株式会社
（法人番号
9450001000251）代表
者河西利記

北海道旭川市３条通１
８丁目左３号

共栄営業所
北海道旭川市東
旭川町共栄１２
８番地３

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

令和５年６月１６日、労働局からの通報等を端緒として監査を実施。
１件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１項）

0 0

貨物 2023 7 5
株式会社ﾔﾅｲ（法人番号
5380002018766）代表
者矢内茂

福島県須賀川市掘込字
堀切156番地1

本社営業所
福島県須賀川市
掘込字堀切156-2

輸送施設の使用停止
（30日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第4項

令和4年9月16日及び10月3日、監査方針を端緒として監査を実施した結
果、9件の違反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第3条第4項）、（2）
疾病･疲労のおそれのある乗務（安全規則第3条第6項）、（3）点呼の
実施義務違反（安全規則第7条第1項、第2項、第3項）、（4）点呼の記
録義務違反（安全規則第7条第5項）、（5）運転者台帳の作成義務違反
【5名以下作成なし】（安全規則第9条の5第1項）、（6）運転者台帳の
作成義務違反【記載事項等の不備】（安全規則第9条の5第1項）、
（7）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）、
（8）運転者に対する指導監督記録義務違反（安全規則第10条第1
項）、（9）初任運転者に対する運転適性診断受診義務違反（安全規則
第10条第2項）

3 3

貨物 2023 7 5
株式会社奥州物流（法人
番号1400602000100）
代表者伊藤努

岩手県奥州市前沢本杉7
番地1

盛岡営業所
岩手県盛岡市羽
場10地割100番地

輸送施設の使用停止
（20日車）及び文書
警告

法第17条第1項第1
号、法第17条第4項

令和5年1月18日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、2件の違
反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反（安全規則第3条第
4項）、（2）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1
項）

2 2

貨物 2023 7 6
宮内建運株式会社（法人
番号3390001010691）
代表者安部哲哉

山形県南陽市宮内599番
地の2

本社営業所
山形県南陽市宮
内599-2

輸送施設の使用停止
（10日車）及び文書
警告

法第17条第1項第1
号、法第17条第4項

令和5年2月9日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、4件の違
反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反（安全規則第3条第
4項）、（2）点呼の記録義務違反（安全規則第7条第5項）、（3）運行
指示書の作成義務違反（安全規則第9条の3第1項）（4）運転者に対す
る指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）

1 1

貨物 2023 7 19
株式会社八洲陸運（法人
番号9420001002168）
代表者塩竈一也

青森県青森市大字滝沢
字住吉28番地7

八戸営業所
青森県八戸市桔
梗野工業団地2丁
目30番25

輸送施設の使用停止
（160日車）及び文書
警告

法第17条第1項第1
号、法第17条第1項
第2号、法第17条第
4項、道路運送車両
法第48条

令和5年5月17日及び18日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として
監査を実施した結果、5件の違反が認められた｡（1）乗務時間等の基準
の遵守違反（安全規則第3条第4項）、（2）定期点検整備等の未実施
【未実施2回】（安全規則第3条の3及び道路運送車両法第48条）、
（3）定期点検整備等の未実施【未実施3回以上】（安全規則第3条の3
及び道路運送車両法第48条）、（4）運転者等台帳の作成義務違反（安
全規則第9条の5第1項）、（5）運転者に対する指導監督義務違反（安
全規則第10条第1項）

16 16

貨物 2023 7 19
株式会社丸伸運送（法人
番号7410001007260）
代表者工藤伸一

秋田県能代市扇田字扇
渕3番地5

本社営業所
秋田県能代市扇
田字扇渕3番地5

輸送施設の使用停止
（40日車）及び文書
警告

法第17条第1項第1
号、法第17条第4項

令和4年11月9日及び令和5年2月6日、監査方針を端緒として監査を実施
した結果、9件の違反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反
（安全規則第3条第4項）、（2）点呼の実施義務違反（安全規則第7条
第3項）、（3）点呼の記録義務違反（安全規則第7条第5項）、（4）乗
務等の記録義務違反（安全規則第8条）、（5）運行指示書の作成義務
違反（安全規則第9条の3第2項）、（6）運転者台帳の作成義務違反
（安全規則第9条の5第1項）、（7）運転者に対する指導監督義務違反
（安全規則第10条第1項）、（8）運転者に対する指導監督記録義務違
反（安全規則第10条第1項）、（9）初任運転者に対する適性診断受診
義務違反（安全規則第10条第2項）

4 4

貨物 2023 7 19
有限会社児玉商事（法人
番号7410002010965）
代表者児玉学

秋田県能代市浅内字下
西山40番地1

本社営業所
秋田県能代市浅
内字下西山40番
地1

輸送施設の使用停止
（30日車）及び文書
警告

法第17条第1項第1
号、法第17条第4項

令和4年12月1日及び令和5年2月8日、監査方針を端緒として監査を実施
した結果、6件の違反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反
【未遵守計6件以上15件以下】（安全規則第3条第4項）、（2）乗務時
間等の基準の遵守違反【乗務時間等告示なお書きの遵守違反】（安全
規則第3条第4項）、（3）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項、
第3項）、（4）点呼の記録義務違反（安全規則第7条第5項）、（5）運
転者に対する指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）、（6）運転
者に対する指導監督記録義務違反（安全規則第10条第1項）

3 3



タクシー 2023 7 19

多田野ﾀｸｼｰ株式会社（法
人番号
4380001005774）代表
者伊藤浩之

福島県郡山市逢瀬町多
田野字久保田6番地1

本社営業所
福島県郡山市逢
瀬町多田野字久
保田6番地1

事業停止（30日）、
輸送施設の使用停止
（80日車）及び文書
警告

道路運送法第23条第
1項、道路運送法第
27条第3項、道路運
送車両法第52条

令和5年6月9日、酒酔い運転を端緒として監査を実施した結果、10件の
違反が認められた｡（1）運行管理者選任なし（旅客自動車運送事業運
輸規則（以下｢運輸規則｣）第47条の9第1項）、（2）疾病･疲労等のお
それのある乗務（運輸規則第21条第5項）、（3）点呼の実施義務違反
（運輸規則第24条第1項、第2項）、（4）点呼の記録義務違反（運輸規
則第24条第5項）、（5）乗務員等台帳の作成義務違反【5名以下作成な
し】（運輸規則第37条第1項）、（6）乗務員等台帳の作成義務違反
【記載事項等の不備】（運輸規則第37条第1項）、（7）運転者に対す
る指導監督義務違反（運輸規則第38条第1項）、（8）初任運転者及び
高齢運転者に対する指導義務違反（運輸規則第38条第2項）、（9）初
任運転者及び高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第
38条第2項）、（10）整備管理者の選任（解任）の未届出違反（運輸規
則第45条及び道路運送車両法第52条）

38 38

乗合バス 2023 7 6
山交ﾊﾞｽ株式会社（法人
番号4390001002259）
代表者髙橋智

山形県山形市清住町1丁
目1番20号

山形営業所
山形県山形市清
住町1丁目1番20
号

輸送施設の使用停止
（10日車）

道路運送法第27条第
3項

令和5年4月14日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、1件の違
反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反（運輸規則第
38条第1項）

1 1

貸切バス 2023 8 14

小千谷観光バス株式会社
（法人番号
2110001025553）代表
者川内誠

新潟県小千谷市大字桜
町2215－6

浦佐営業所
新潟県南魚沼市
浦佐1398

輸送施設の使用停止
（60日車）

道路運送法第27条第
3項

令和4年12月9日、監査実施。1件の違反が認められた。（1）無車検運
行（旅客自動車運送事業運輸規則第45条（道路運送車両法第58条第1
項））

6 6

貨物 2023 7 25
中倉陸運株式会社（法人
番号5130001018271）
代表者湯浅章吾

京都府京都市下京区朱
雀内畑町41

石川営業所
石川県金沢市沖
町イ83－2、4、5

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第1項及び
同条第4項

令和5年1月27日及び令和5年6月8日、監査実施。3件の違反が認められ
た。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則（以下「安全規則」）第3条第4項）（2）運転者台帳の記載不備（安
全規則第9条の5第1項）（3）運転者に対する指導監督違反（安全規則
第10条第1項）

0 0

貸切バス 2023 8 15 株式会社柏流通
千葉県柏市松葉町7-16-
11

本社営業所
千葉県柏市十余
二287-688

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第３８条第
１項

令和5年4月24日、定期的な監査を実施。1件の違反が認められた。(1)
運転者に対する指導監督等義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38
条第1項)

0 0

貨物 2023 7 4
株式会社光和（法人番号
2430001061723）代表
者：住吉明夫

北海道札幌市白石区北
郷９条９－２－２３ー
１０２

川口営業所
埼玉県川口市上
青木６－３８－
１０

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第5項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和5年3
月23日、監査を実施。3件の違反が認められた。(1)点呼の記録義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第7条第5
項）、(2)運行記録計による記録義務違反（安全規則第9条）、(3)運転
者に対する指導監督違反（安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2023 7 11
有限会社大輝（法人番号
7011702006772）代表
者：佐藤善人

東京都江戸川区上篠崎
４－１８－４

有限会社大
輝営業所

東京都江戸川区
上篠崎４－１８
－４

輸送施設の使用停止
（170日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第5項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年8月24日、同年9
月9日、同年11月10日、監査を実施。12件の違反が認められた。(1)点
呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全
規則」）第7条）、(2)点呼記録の不実記載（安全規則第7条第5項）、
(3)運行記録計による記録義務違反（安全規則第9条）、(4)運転者に対
する指導監督違反（安全規則第10条第1項）、(5)定期点検整備の実施
違反（安全規則第3条の3、道路運送車両法第48条）、(6)点検整備記録
簿の保存義務違反（安全規則第3条の3、道路運送車両法第49条）、(7)
整備管理者の変更届出違反（安全規則第3条の3、道路運送車両法第52
条）、(8)整備管理者の研修受講義務違反（安全規則第3条の5）、(9)運
行管理者の講習受講義務違反（安全規則第23条第1項）、(10)事業計画
の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、(11)事業計画
事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）、(12)報告義務違
反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

17 17

貨物 2023 7 11

埼玉丸善運輸有限会社
（法人番号
9030002102808）代表
者：井坂宏

埼玉県川口市大字赤井
１０８１－１０

大宮営業所
埼玉県さいたま
市北区吉野町２
－１４

輸送施設の使用停止
（140日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の3

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和4年7
月12日、監査を実施。13件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の
遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3
条第4項）、(2)疾病のおそれのある乗務（安全規則第3条第6項）、(3)
点呼記録の記載事項違反（安全規則第7条第5項）、(4)乗務等記録の記
載事項違反（安全規則第8条）、(5)運行記録計による記録義務違反（安
全規則第9条）、(6)運転者に対する指導監督違反等（安全規則第10条
第1項）、(7)高齢運転者に対する指導監督違反（安全規則第10条第2
項）、(8)初任・高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則
第10条第2項）、(9)定期点検整備の実施違反（安全規則第3条の3、道
路運送車両法第48条）、(10)無車検運行（安全規則第3条の3、道路運
送車両法第58条第1項）、(11)事業計画事前届出違反（貨物自動車運送
事業法第9条第3項）、(12)報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60
条第1項）、(13)自動車に関する表示義務違反（道路運送法第95条）

17 14

貨物 2023 7 11
渡田運送有限会社（法人
番号1020002099978）
代表者：植田昌克

神奈川県川崎市川崎区
田島町１３－１３

座間営業所
神奈川県座間市
四ツ谷字東浦３
４０

輸送施設の使用停止
（80日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

健康起因による事故を引き起こしたことを端緒として、令和4年8月26
日、監査を実施。10件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第
4項）、(2)疾病のおそれのある乗務（安全規則第3条第6項）、(3)健康
診断未受診者による健康起因事故の惹起（安全規則第3条第6項）、(4)
点呼の実施義務違反（安全規則第7条）、(5)運行記録計による記録義務
違反（安全規則第9条）、(6)運転者に対する指導監督違反等（安全規則
第10条第1項）、(7)高齢運転者に対する指導監督違反（安全規則第10
条第2項）、(8)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第
10条第2項）、(9)運行管理者の講習受講義務違反（安全規則第23条第1
項）、(10)事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1
項）

8 8

貨物 2023 7 11
有限会社アライブ（法人
番号3020002060665）
代表者：野澤啓二

神奈川県横浜市旭区若
葉台２－２６－５０１

本社営業所
神奈川県横浜市
旭区若葉台２－
２６－５０１

輸送施設の使用停止
（70日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年9月6日、同年10
月21日及び同年11月29日監査を実施。7件の違反が認められた。(1)乗
務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下
「安全規則」）第3条第4項）、(2)疾病のおそれのある乗務（安全規則
第3条第6項）、(3)点呼記録の記載事項違反（安全規則第7条第5項）、
(4)乗務等記録の記載事項違反（安全規則第8条）、(5)運行記録計によ
る記録の不実記録（安全規則第9条）、(6)運転者に対する指導監督違反
（安全規則第10条第1項）、(7)定期点検整備の実施違反（安全規則第3
条の3、道路運送車両法第48条）

7 7

貨物 2023 7 11
東昇運輸株式会社（法人
番号5070001013584）
代表者：綿貫克巳

群馬県伊勢崎市波志江
町４６７３－５

本社営業所
群馬県伊勢崎市
波志江町４６７
３－５

輸送施設の使用停止
（50日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年6月16日、監査
を実施。5件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、(2)
点呼の実施義務違反等（安全規則第7条）、(3)運行記録計による記録義
務違反（安全規則第9条）、(4)運転者に対する指導監督違反等（安全規
則第10条第1項）、(5)整備管理者の研修受講義務違反（安全規則第3条
の5）

5 5

貨物 2023 7 11
株式会社宮岡（法人番号
4030001077411）代表
者：宮岡義宜

埼玉県川口市領家５－
１－３

本社営業所
埼玉県川口市領
家５－１－３

輸送施設の使用停止
（50日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和4年7
月14日、監査を実施。5件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の
遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3
条第4項）、(2)疾病のおそれのある乗務（安全規則第3条第6項）、(3)
点呼の記録義務違反（安全規則第7条第5項）、(4)運転者に対する指導
監督違反等（安全規則第10条第1項）、(5)定期点検整備の実施違反
（安全規則第3条の3、道路運送車両法第48条）

5 5



貨物 2023 7 11
株式会社ＳＩＴ（法人番
号9010601045434）代
表者：佐々木真

埼玉県八潮市大字南後
谷１１６－２

本社営業所
東京都江戸川区
西葛西６－１２
－７－３０２

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

過積載運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和4年
11月9日、監査を実施。1件の違反が認められた。(1)過積載運送（貨物
自動車運送事業法第17条第3項）

3 3

貨物 2023 7 11
株式会社寿山（法人番号
4060001012539）代表
者：栗山芳彦

栃木県那須郡那須町大
字寺子乙２２１５－１

本社営業所
栃木県那須郡那
須町大字寺子乙
２２１５－１

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

過積載運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和4年
12月7日、監査を実施。1件の違反が認められた。(1)過積載運送（貨物
自動車運送事業法第17条第3項）

3 3

貨物 2023 7 12

有限会社ヤマカ運輸（法
人番号
7040002086093）代表
者：長谷川博

千葉県銚子市飯沼町１
８６

佐野営業所

栃木県佐野市富
岡町２１２－１
リョウモウハイ
ツ富岡１号棟６
号室

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

労働局からの通報を端緒として、令和5年5月12日及び同月30日、監査
を実施。6件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、(2)
点呼記録の記載事項違反（安全規則第7条第5項）、(3)乗務等記録の記
載事項違反（安全規則第8条）、(4)運転者に対する指導監督違反（安全
規則第10条第1項）、(5)定期点検整備の実施違反（安全規則第3条の
3、道路運送車両法第48条）、(6)事業計画事前届出違反（貨物自動車
運送事業法第9条第3項）

0 0

貨物 2023 7 19
有限会社野口商事（法人
番号3011802028927）
代表者：野口晋二

東京都足立区神明２－
２－６

本社営業所
東京都足立区神
明２－２－６

輸送施設の使用停止
（140日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年9月8日、監査を
実施。15件の違反が認められた。(1)疾病のおそれのある乗務（貨物自
動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第6項）、(2)点
呼の実施義務違反等（安全規則第7条）、(3)乗務等記録の記載事項違反
（安全規則第8条）、(4)運転者に対する指導監督違反（安全規則第10
条第1項）、(5)高齢運転者に対する指導監督違反（安全規則第10条第2
項）、(6)初任運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第10条
第2項）、(7)定期点検整備の実施違反（安全規則第3条の3、道路運送
車両法第48条）、(8)点検整備記録簿の記録義務違反（安全規則第3条
の3、道路運送車両法第49条）、(9)点検整備記録簿の保存義務違反
（安全規則第3条の3、道路運送車両法第49条）、(10)整備管理者の研
修受講義務違反（安全規則第3条の5）、(11)運行管理者の講習受講義
務違反（安全規則第23条第1項）、(12)事業計画の変更認可違反（貨物
自動車運送事業法第9条第1項）、(13)事業計画事前届出違反（貨物自
動車運送事業法第9条第3項）、(14)事業の適確な遂行に係る遵守事項
のうち社会保険等未加入（貨物自動車運送事業法第24条の4、貨物自動
車運送事業法施行規則第14条第2号）、(15)報告義務違反（貨物自動車
運送事業法第60条第1項）

14 14

貨物 2023 7 19

ヨシダ急送株式会社（法
人番号
9070001016732）代表
者：吉田徹

群馬県桐生市広沢町４
－２２９６－３

本社営業所
群馬県桐生市広
沢町１－２５６
２－１

輸送施設の使用停止
（100日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の3

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年7月22日、監査
を実施。5件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、(2)
点呼の実施義務違反等（安全規則第7条）、(3)運行記録計による記録義
務違反（安全規則第9条）、(4)運転者に対する指導監督違反（安全規則
第10条第1項）、(5)定期点検整備の実施違反（安全規則第3条の3、道
路運送車両法第48条）

10 10

貨物 2023 7 19

株式会社村井重量運輸
（法人番号
7030001084264）代表
者：村井研一

埼玉県川口市道合２２
－１－５０３

本社営業所
埼玉県川口市道
合２２－１－５
０３

輸送施設の使用停止
（75日車

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年8月1日及び同年
9月5日、監査を実施。8件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の
遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3
条第4項）、(2)疾病のおそれのある乗務（安全規則第3条第6項）、(3)
点呼の実施義務違反等（安全規則第7条）、(4)乗務等記録の記載事項違
反（安全規則第8条）、(5)運転者に対する指導監督違反（安全規則第
10条第1項）、(6)定期点検整備の実施違反（安全規則第3条の3、道路
運送車両法第48条）、(7)事業の適確な遂行に係る遵守事項のうち社会
保険等未加入（貨物自動車運送事業法第24条の4、貨物自動車運送事業
法施行規則第14条第2号）、(8)報告義務違反（貨物自動車運送事業法
第60条第1項）

8 8

貨物 2023 7 19

栃木ダイキュー運輸株式
会社（法人番号
3060001013406）代表
者：野口博史

栃木県矢板市中字熊の
房２１９－１

本社営業所
栃木県矢板市中
字熊の房２１９
－１

輸送施設の使用停止
（70日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

公安委員会からの通報を端緒として、令和4年8月25日及び同年9月13
日、監査を実施。9件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4
項）、(2)疾病のおそれのある乗務（安全規則第3条第6項）、(3)点呼の
実施義務違反等（安全規則第7条）、(4)運行記録計による記録義務違反
（安全規則第9条）、(5)運行指示書の記載事項違反（安全規則第9条の
3）、(6)運転者に対する指導監督違反（安全規則第10条第1項）、(7)高
齢運転者に対する指導監督違反（安全規則第10条第2項）、(8)初任・
高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）、
(9)事業の適確な遂行に係る遵守事項のうち損害賠償の支払い能力確保
義務違反（貨物自動車運送事業法第24条の4、貨物自動車運送事業法施
行規則第14条第3号）

7 7

貨物 2023 7 19

株式会社ベイドリーム
（法人番号
3020001133364）代表
者：真鍋隆志

神奈川県横浜市中区錦
町１５－Ｂ４０４

本社営業所
神奈川県横浜市
中区錦町１５－
Ｂ４０４

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条
第1項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年2月28日及び同
年9月30日、監査を実施。6件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示
の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）
第3条第4項）、(2)点呼の実施義務違反等（安全規則第7条）、(3)乗務
等記録の記載事項違反（安全規則第8条）、(4)運行記録計による記録義
務違反（安全規則第9条）、(5)運転者に対する指導監督違反等（安全規
則第10条第1項）、(6)事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業
法第9条第1項）

4 4

貨物 2023 7 19
有限会社早川運輸（法人
番号2090002008535）
代表者：早川礼史

山梨県笛吹市一宮町新
巻５１６－１

中央営業所
山梨県中央市西
花輪４６２９

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和4年6
月21日及び令和5年1月20日、同年4月20日、監査を実施。7件の違反が
認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、(2)点呼の実施義務違反
等（安全規則第7条）、(3)乗務等記録の記載事項違反（安全規則第8
条）、(4)運転者に対する指導監督違反（安全規則第10条第1項）、(5)
定期点検整備の実施違反（安全規則第3条の3、道路運送車両法第48
条）、(6)運行管理者に対する指導及び監督違反（安全規則第22条）、
(7)事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）

3 3

貨物 2023 7 19
有限会社エーワン（法人
番号5070002021586）
代表者：小林健人

群馬県伊勢崎市下植木
町６１６－１

本社営業所
群馬県伊勢崎市
下植木町６１６
－１

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年7月13日、監査
を実施。5件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、(2)
点呼記録の記載事項違反（安全規則第7条第5項）、(3)運転者に対する
指導監督違反（安全規則第10条第1項）、(4)整備管理者の研修受講義
務違反（安全規則第3条の5）、(5)運行管理者の講習受講義務違反（安
全規則第23条第1項）

3 3

貨物 2023 7 19

赤城山運輸株式会社（法
人番号
4070001032206）代表
者：浅野涼美

茨城県小美玉市橋場美
６１－２

本社営業所
茨城県小美玉市
橋場美６１－２

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第2項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和4年9
月2日、監査を実施。6件の違反が認められた。(1)疾病のおそれのある
乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第
6項）、(2)乗務等記録の記載事項違反（安全規則第8条）、(3)運転者に
対する指導監督違反等（安全規則第10条第1項）、(4)事故惹起運転者
に対する指導監督違反（安全規則第10条第2項）、(5)事故惹起・初任
運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）、(6)
自動車に関する表示義務違反（道路運送法第95条）

1 1



貨物 2023 7 19
水戸通商株式会社（法人
番号1050001034495）
代表者：畑岡憲人

茨城県水戸市下入野町
１７４６－１

本社営業所

茨城県東茨城郡
茨城町大字長岡
３６５２－６９
２

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和4年9
月9日、監査を実施。6件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵
守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条
第4項）、(2)点呼の実施義務違反等（安全規則第7条）、(3)乗務等記録
の記載事項違反（安全規則第8条）、(4)運転者に対する指導監督違反等
（安全規則第10条第1項）、(5)定期点検整備の実施違反（安全規則第3
条の3、道路運送車両法第48条）、(6)事業計画事前届出違反（貨物自
動車運送事業法第9条第3項）

1 1

貨物 2023 7 25
株式会社Ｍ’ｓ（法人番
号1070001022754）代
表者：本島啓至

群馬県館林市坂下町３
１４７－４

館林営業所
群馬県館林市青
柳町６８５－７

輸送施設の使用停止
（80日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

労働局からの通報を端緒として、令和4年8月3日、監査を実施。4件の
違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、(2)疾病のおそれ
のある乗務（安全規則第3条第6項）、(3)点呼の記録義務違反（安全規
則第7条第5項）、(4)運行記録計による記録義務違反（安全規則第9
条）

8 8

貨物 2023 7 25

株式会社スワローロジプ
ロ（法人番号
7011701013472）代表
者：中島祥輔

東京都江戸川区西葛西
６－８－１

宇都宮営業
所

栃木県宇都宮市
平出工業団地１
９－１１

輸送施設の使用停止
（80日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

労働局からの通報を端緒として、令和4年9月15日及び同年10月20日、
監査を実施。9件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4
項）、(2)疾病のおそれのある乗務（安全規則第3条第6項）、(3)点呼の
実施義務違反（安全規則第7条）、(4)乗務等記録の記載事項違反（安全
規則第8条）、(5)運行記録計による記録義務違反（安全規則第9条）、
(6)運転者に対する指導監督違反（安全規則第10条第1項）、(7)整備管
理者の研修受講義務違反（安全規則第3条の5）、(8)運行管理者の講習
受講義務違反（安全規則第23条第1項）、(9)事業計画事前届出違反
（貨物自動車運送事業法第9条第3項）

8 8

貨物 2023 7 25
有限会社ＩＳＢ（法人番
号1180302011783）代
表者：石川信吾

愛知県豊橋市細谷町字
中尾１３９－１

厚木営業所
神奈川県厚木市
林４－１３－２
１

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

労働局からの通報を端緒として、令和4年10月6日、監査を実施。4件の
違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、(2)疾病のおそれ
のある乗務（安全規則第3条第6項）、(3)点呼の実施義務違反（安全規
則第7条）、(4)運転者に対する指導監督違反（安全規則第10条第1項）

4 4

貨物 2023 7 25
有限会社片岡商店（法人
番号7050002029935）
代表者：片岡克巳

茨城県鉾田市上幡木５
５９－３

本社営業所
茨城県鉾田市上
幡木５５９－３

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第5項

死亡事故を引き起こしたことを端緒として、令和4年10月27日及び同年
11月24日、同年12月16日監査を実施。4件の違反が認められた。(1)点
呼記録の記載事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安
全規則」）第7条第5項）、(2)運転者に対する指導監督違反等（安全規
則第10条第1項）、(3)高齢運転者に対する指導監督違反（安全規則第
10条第2項）、(4)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規
則第10条第2項）

0 0

タクシー 2023 7 5

株式会社アクティブ・ツ
アーズ（法人番号
6040001048954）代表
者岩井重嘉

千葉県富里市七栄533ｰ
267

本社営業所
千葉県富里市七
栄533ｰ267

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第24条第5
項

令和5年2月1日、新規許可を受けたことを端緒として監査を実施。3件
の違反が認められた。(1)点呼の記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸
規則(以下､運輸規則)第24条第5項)､(2)運転者に対する指導監督義務違
反(運輸規則第38条第1項)､(3)点検整備記録簿等の記録義務違反(道路運
送車両法第49条)

0 0

タクシー 2023 7 7
和親交通株式会社（法人
番号9012401013182）
代表者仁杉元彦

東京都三鷹市新川6ｰ26ｰ
2

本社営業所
東京都三鷹市新
川6-26-2

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和5年2月22日、法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として監査を
実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反
(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

タクシー 2023 7 11
株式会社東王交通（法人
番号2040001108431）
代表者関振東

東京都葛飾区南水元1-
23-17鈴木ビル101号室

本社営業所
東京都葛飾区南
水元1-23-17鈴木
ビル101号室

輸送施設の使用停止
（40日車）

道路運送車両法第48
条

令和4年8月12日、新規許可を受けたことを端緒として監査を実施。2件
の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車
運送事業運輸規則第38条第1項)､(2)定期点検整備の未実施(道路運送車
両法第48条)

4 4

タクシー 2023 7 11 山本高平 東京都足立区 個人 東京都足立区
輸送施設の使用停止
（44日車）

道路運送法第13条
令和4年11月14日、法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として調査を
実施。1件の違反が認められた。(1)運送引受義務違反(道路運送法第13
条)

5 5

タクシー 2023 7 11

日本自動車交通株式会社
（法人番号
6011201004114）代表
者村澤儀雄

東京都中野区大和町1-
68-7

本社営業所
東京都中野区大
和町1-68-7

輸送施設の使用停止
（57日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第1
項

令和4年8月30日及び令和4年9月15日、救護義務違反があった旨公安委
員会からの通知を端緒として監査を実施。6件の違反が認められた。(1)
乗務時間等の基準の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸
規則)第21条第1項)､(2)健康状態の把握義務違反(運輸規則第21条第5
項)､(3)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)､(4)運転者に対する
指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(5)高齢運転者に対する告示
で定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､(6)高齢運転者に
対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)

6 6

タクシー 2023 7 11

大利根タクシー有限会社
（法人番号
3030002042274）代表
者鳥海秀行

埼玉県加須市北下新井
1737

本社営業所
埼玉県加須市北
下新井1737

輸送施設の使用停止
（70日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第5
項

令和4年9月14日、法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として監査を
実施。5件の違反が認められた。(1)健康状態の把握義務違反(旅客自動
車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第21条第5項)､(2)運転者に対する
指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(3)高齢運転者に対する告示
で定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､(4)高齢運転者に
対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)､(5)定期点検整備
の未実施(道路運送車両法第48条)

7 7

タクシー 2023 7 11
株式会社Ｋ・Ｔ（法人番
号7040001112206）代
表者佳村悠人

東京都江戸川区平井6-
5-15大熊鉄筋ビル403

本社営業所
東京都江戸川区
東葛西4丁目56-
21-102

文書警告
道路運送法第23条第
3項

令和4年10月20日、令和4年10月21日、令和4年10月31日及び令和4年
11月2日、新規許可を受けたことを端緒として監査を実施。4件の違反
が認められた。(1)運行管理者の選任解任未届出違反(道路運送法第23条
第3項)､(2)健康状態の把握義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以
下､運輸規則)第21条第5項)､(3)運転者に対する指導監督義務違反(運輸
規則第38条第1項)､(4)点検整備記録簿等の記録義務違反(道路運送車両
法第49条)

0 0

タクシー 2023 7 11
有限会社富士交通（法人
番号6030002054779）
代表者新井金作

埼玉県上尾市大字小敷
谷507-8

本社営業所
埼玉県上尾市大
字小敷谷507-8

輸送施設の使用停止
（50日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第５
項

令和4年9月14日及び令和4年10月7日、法令違反の疑いがある旨の情報
を端緒として監査を実施。5件の違反が認められた。(1)健康状態の把握
義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第21条第5項)､
(2)新任運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第36条第2項)､(3)運
転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(4)高齢運転者
に対する告示で定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､(5)
初任･高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2
項)

5 5

タクシー 2023 7 19

小田急交通株式会社（法
人番号
3010401040748）代表
者関和也

東京都港区三田5-8-12
世田谷営業
所

東京都世田谷区
千歳台1-12-32

輸送施設の使用停止
（10日車）

道路運送車両法第58
条第1項

令和4年10月3日、法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として監査を
実施。1件の違反が認められた。(1)無車検運行(道路運送車両法第58条
第1項)

1 1

タクシー 2023 7 19
智辰株式会社（法人番号
9030001128085）代表
者孔祥軒

埼玉県川口市西川口2-
11-21-702ステイツ西川
口

東京営業所

東京都足立区皿
沼2-8-14パーク
フラッツ舎人206
号室

輸送施設の使用停止
（220日車）

道路運送車両法第48
条

令和4年9月1日、新規許可を受けたことを端緒として監査を実施。10件
の違反が認められた。(1)健康状態の把握義務違反(旅客自動車運送事業
運輸規則(以下､運輸規則)第21条第5項)､(2)点呼の実施等義務違反(運輸
規則第24条)､(3)乗務記録の記録事項の不備(運輸規則第25条)､(4)新任
運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第36条第2項)､(5)運転者に
対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(6)初任･高齢運転者に
対する告示で定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､(7)初
任･高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)､
(8)定期点検整備の未実施(道路運送車両法第48条)､(9)整備管理者の研
修受講義務違反(運輸規則第46条)､(10)運行管理者の講習受講義務違反
(運輸規則第48条の4第1項)

22 22



タクシー 2023 7 19
株式会社明和交通（法人
番号9070001022103）
代表者田口道孝

群馬県邑楽郡明和町新
里559-1

本社営業所
群馬県邑楽郡明
和町新里559-1

輸送施設の使用停止
（20日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第19条の2

令和4年9月27日、法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として監査を
実施。3件の違反が認められた。(1)損害賠償責任保険締結義務違反(旅
客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第19条の2)､(2)運転者に対
する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(3)整備管理者の研修受
講義務違反(運輸規則第46条)

2 2

タクシー 2023 7 19

株式会社楽達JAPAN
（法人番号
9120001198680）代表
者李宏?

東京都葛飾区西水元3-
3-19

東京営業所
東京都葛飾区西
水元3-23-3-101

輸送施設の使用停止
（60日車）

道路運送法15条第1
項

令和4年6月21日及び令和4年6月30日、区域拡大を行ったことを端緒と
して監査を実施。7件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反
(道路運送法(以下､運送法)第15条第1項)､(2)軽微事項に係る事業計画の
事後変更届出違反(運送法第15条第4項)､(3)運転者に対する指導監督義
務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第38条第1項)､(4)
整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条)､(5)運行管理者の講習
受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項)､(6)指導主任者の選任届出義務
違反(運輸規則第68条第1項第3号)､(7)報告義務違反(運送法第94条第1
項)

6 6

タクシー 2023 7 25
徳仁国際株式会社（法人
番号3013301042541）
代表者高牛

東京都葛飾区新小岩2-
7-2-4A東京tebiki

本社営業所
東京都葛飾区新
小岩2-7-2-4A東
京tebiki

文書警告
道路運送法第23条第
3項

令和5年2月7日、新規許可を受けたことを端緒として監査を実施。4件
の違反が認められた。(1)運行管理者の解任届出違反(道路運送法(以下､
運送法)第23条第3項)､(2)整備管理者の解任の未届出(道路運送車両法第
52条)､(3)事業の休止の無届(運送法第38条第1項)､(4)報告義務違反(運
送法第94条第1項)

0 0

タクシー 2023 7 25

有限会社イチバン流通
（法人番号
1011702003866）代表
者兵藤博

東京都江戸川区北葛西
3-8-8

本社営業所
東京都江戸川区
北葛西3-8-8

輸送施設の使用停止
（30日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和4年11月11日、法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として監査を
実施。3件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反
(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第38条第1項)､(2)高齢運
転者に対する告示で定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2
項)､(3)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2
項)

15 3

タクシー 2023 7 25
有限会社伊奈交通（法人
番号3030002056258）
代表者本多哲大

埼玉県北足立郡伊奈町
寿2-298

本社営業所
埼玉県北足立郡
伊奈町寿2-298-1

輸送施設の使用停止
（10日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和4年9月27日、法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として監査を
実施。4件の違反が認められた。(1)新任運転者に対する指導監督義務違
反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第36条第2項)､(2)運転
者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(3)高齢運転者に
対する告示で定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､(4)高
齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)

1 1

タクシー 2023 7 25 佐藤誠 東京都江東区 個人 東京都江東区
輸送施設の使用停止
（60日車）

タクシー業務適正化
特別措置法第37条第
8項

タクシー業務適正化特別措置法第37条第3項の規定による適正化事業実
施機関（公益社団法人東京タクシーセンター）に対し、負担金を納付
する義務があるにもかかわらず、令和3年度の負担金を納付せず、令和
4年10月12日付け関自旅二第1117号による負担金納付命令（納付期限
令和4年11月11日）に従わなかったこと。(1)負担金納付命令違反(ﾀｸｼｰ
業務適正化特別措置法第37条第8項)

6 6

乗合バス 2023 7 11

グレース観光株式会社
（法人番号
5011801023935）代表
者吉村義郎

東京都足立区入谷7-18-
18

本社営業所
東京都足立区入
谷7-18-18

輸送施設の使用停止
（20日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第6
項

令和4年8月26日及び令和4年9月7日、重大事故惹起を端緒に監査を実
施。6件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動
車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第21条第1項)､(2)交替運転者の配
置義務違反(運輸規則第21条第6項)､(3)点呼の実施等義務違反(運輸規則
第24条)､(4)運転基準図の作成､運転者への指導義務違反(運輸規則第27
条第1項)､(5)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1
項)､(6)初任運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)

2 2

貸切バス 2023 8 15
栄伸観光株式会社（法人
番号3180001151788)代
表者桐山公司

愛知県稲沢市長束町観
音寺田194番地

本社営業所
愛知県稲沢市長
束町観音寺田194
番

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第7条の2第
1項

令和5年6月23日、監査方針に基づき、監査を実施。3件の違反が認めら
れた。(1)運送引受書記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第7条
の2第1項)､(2)運行指示書の記載事項等不備(旅客自動車運送事業運輸規
則第28条の2第1項)､(3)輸送実績報告書未提出(道路運送法第94条第1項)

0 0

貨物 2023 7 3

有限会社エヌサービス
（法人番号
8180302021132）代表
者長坂尚樹

愛知県安城市福釜町中
根84-1

本社営業所
愛知県安城市福
釜町中根84-1

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第5項

令和5年5月25日、重傷事故を引き起こしたことを端緒として、監査を
実施。8件の違反が認められた。(1)点呼の記録記載事項不備(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(2)業務の記録記載事項不備(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(3)健康診断未受診(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第3条第6項)､(4)運転者に対する指導監督義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(5)特定の運転者に対
する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(6)
特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第2項)､(7)運転者等台帳の記載事項等不備(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(8)運行管理者の選任解任届出違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条)

0 0

貨物 2023 7 5
山北興業株式会社（法人
番号2180001120208)代
表者山田謙司

愛知県あま市新居屋江
上田31番地97

本社営業所
愛知県あま市石
作中小路50番地

輸送施設の使用停止
(10日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第3号

令和5年2月16日､公安委員会からの通知を端緒として､監査を実施｡8件
の違反が認められた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1項第3号)､(2)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(3)点呼の記録義務違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(4)点呼の記録記載事項不備
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)運行記録計による記
録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(6)運転者に対す
る指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､
(7)運転者に対する指導監督記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第1項)､(8)特定の運転者に対する運転適性診断未受診
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)

1 1

貨物 2023 7 12
株式会社一六（法人番号
9180001120416)代表者
生川博康

愛知県名古屋市港区木
場町2番地の56ｽﾍﾟﾘｱｼﾃｨ
名南ｱﾈｯｸｽⅠ1305号

本社営業所

名古屋市港区木
場町2番地の56ｽ
ﾍﾞﾘｱｼﾃｨ名南ｱﾈｯｸ
ｽⅠ1305号

輸送施設の使用停止
(40日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和4年9月28日､監査方針に基づき､監査を実施｡8件の違反が認められ
た｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第4項)､(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条第1項及び第2項並びに第3項)､(3)点呼の記録義務違反(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(4)点呼の記録記載事項不備(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)業務の記録記載事項不備
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(6)運行記録計による記録義
務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(7)運行指示書の作成
義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)､(8)運転者
に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第
1項)

4 4

貨物 2023 7 14
株式会社加納運輸（法人
番号9080401006126）
代表者加納文夫

静岡県湖西市新居町新
居2967-1

本社
静岡県湖西市新
居町新居字弁天
2967-1

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和5年6月8日、労働局からの通報を端緒として、監査を実施。7件の
違反が認められた。(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)健康診断未受診(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第6項)､(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(4)運転者等台帳の作成義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(5)運転者等台帳の
記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(6)
特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第10条第2項)､(7)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第10条第2項)

0 0



貨物 2023 7 19
光洋運輸株式会社（法人
番号4190001003896）
代表者内山隆

三重県亀山市能褒野町
3-26

本社
三重県亀山市能
褒野町字能褒野
3-26

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

令和5年6月8日、重傷事故を引き起こしたことを端緒として、監査を実
施。3件の違反が認められた。(1)健康診断未受診(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第6項)､(2)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(3)運転者に対する指導監督記
録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)

0 0

貨物 2023 7 24

ＭＫトランスポート株式
会社（法人番号
2200001018507)代表者
杉山元一

岐阜県加茂郡川辺町比
久見57番地1

可児営業所
岐阜県可児市羽
崎3110番地1

輸送施設の使用停止
(80日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和4年6月28日及び令和5年2月17日､監査方針に基づき､監査を実施｡9
件の違反が認められた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事
業法施行規則第2条第1項第4号)､(2)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(3)点呼の実施義務違反(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(4)点呼の記録記
載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)業務の記
録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(6)運行記録
計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(7)運
転者に対する指導監督記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第1項)､(8)一般講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第23条第1項)､(9)自動車に関する表示義務違反(道路運送法施
行規則第65条)

8 8

貨物 2023 7 24
永友運輸株式会社（法人
番号4190001020636)代
表者永友健

三重県伊賀市長田字北
山出4800-2

本社営業所
三重県伊賀市佐
那具町575番地13

輸送施設の使用停止
(120日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和4年11月2日､監査方針に基づき､監査を実施｡10件の違反が認められ
た｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第
1項第4号)､(2)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第4項)､(3)一の運行の勤務時間遵守違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第3条第4項)､(4)健康診断未受診(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第6項)､(5)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)､(6)点呼の記録記載事
項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(7)業務の記録記
載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(8)運行指示書の
記載事項等の不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)､
(9)事業実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項)

12 12

貨物 2023 7 26
関ヶ原運送株式会社（法
人番号5200001014800)
代表者谷川武光

岐阜県養老郡養老町宇
田字本堂50-13

本社営業所
岐阜県養老郡養
老町宇田字本堂
50-13

輸送施設の使用停止
(50日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和5年2月6日､公安委員会からの通知を端緒として､監査を実施｡7件の
違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)整備管理者の研修受講義務違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条の5)､(3)点呼の実施義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)､(4)点呼
の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)
運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3
第1項)､(6)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第1項)､(7)運転者に対する指導監督記録記載事項不備
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)

5 5

貨物 2023 7 28
株式会社アキライン（法
人番号7200001016720)
代表者髙木明

岐阜県安八郡輪之内町
里372番地の1

本社営業所
岐阜県安八郡輪
之内町里字鍋弦
372番地の1

輸送施設の使用停止
(40日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和5年2月9日及び令和5年3月3日､監査方針に基づき､監査を実施｡6件
の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)健康診断未受診(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第3条第6項)､(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(4)点呼の記録義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)点呼の記録記載事項不備(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(6)運行記録計による記録
義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)

4 4

貨物 2023 7 28
大昇運輸株式会社（法人
番号3180301015809)代
表者安澤正勝

愛知県高浜市碧海町1丁
目2-4

本社営業所
愛知県高浜市碧
海町1丁目2-4

輸送施設の使用停止
(60日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和4年12月28日及び令和5年1月30日､監査方針に基づき､監査を実施｡
11件の違反が認められた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送
事業法施行規則第2条第1項第4号)､(2)乗務時間等基準告示の遵守違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(3)点呼の実施義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)､
(4)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､
(5)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5
項)､(6)業務の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､
(7)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
9条)､(8)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第1項)､(9)運転者に対する指導監督記録記載事項不備(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(10)特定の運転者に対す
る指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(11)特
定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第2項)

6 6

貨物 2023 7 28

勅使川原産業株式会社
（法人番号
5180001097947)代表者
勅使川原賢

愛知県あま市新居屋山
131-1

羽島営業所
岐阜県安八郡輪
之内町南波字村
西29

輸送施設の使用停止
(10日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和5年3月13日及び令和5年3月27日､死亡事故を引き起こしたことを
端緒として､特別監査を実施｡7件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基
準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)点
呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(3)点
呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､
(4)業務の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(5)運
行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､
(6)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第10条第1項)､(7)運転者に対する指導監督記録義務違反(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第10条第1項)

1 1

貨物 2023 7 28
吉田海運株式会社（法人
番号4310001006143)代
表者吉田康剛

長崎県佐世保市三浦町
1-34

愛知営業所
愛知県碧南市六
軒町二丁目70番1

輸送施設の使用停止
(140日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和4年11月17日及び令和4年11月25日､監査方針に基づき､監査を実
施｡13件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)一の運行の勤務時間遵守違
反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(3)健康診断未受診
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)､(4)整備管理者の選任解
任届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3)､(5)無車検運行
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3)､(6)定期点検未実施(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条の3)､(7)点呼の実施義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)､(8)点呼
の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(9)
業務の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(10)業務
の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(11)運行
記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､
(12)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第2項)､(13)運行管理者に対する指導監督義務違反(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第22条)

14 14

乗合バス 2023 7 3
大和交通株式会社（法人
番号9210001013979)代
表者村田治夫

福井県小浜市遠敷8丁目
502番12

名田庄営業
所

福井県大飯郡お
おい町名田庄三
重32-48-1

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和4年12月6日、監査方針に基づき、監査を実施。1件の違反が認めら
れた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規
則第38条第1項)

0 0



タクシー 2023 7 10
豊田交通有限会社（法人
番号9180302022889)代
表者石川嘉孝

愛知県豊田市堤町上町
56番地

本社営業所
愛知県豊田市堤
本町根岸3番地3
号

輸送施設の使用停止
(60日車)及び文書警
告

道路運送法第23条第
3項

令和5年1月12日及び令和5年3月23日、監査方針に基づき、監査を実
施。8件の違反が認められた。(1)運行管理者の選任解任届出違反(道路
運送法第23条第3項)､(2)健康診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則
第21条第5項)､(3)業務等の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸
規則第25条第3項)､(4)乗務員等台帳の記載事項等不備(旅客自動車運送
事業運輸規則第37条第1項)､(5)運転者に対する指導監督義務違反(旅客
自動車運送事業運輸規則第38条第1項)､(6)特定の運転者に対する指導義
務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)､(7)特定の運転者に
対する運転適性診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2
項)､(8)整備管理者の選任変更届出違反(旅客自動車運送事業運輸規則第
45条)

6 6

タクシー 2023 7 10
東和交通株式会社（法人
番号1180005003021)代
表者今枝和彦

愛知県名古屋市北区辻
本通1丁目23番地

本社営業所
愛知県名古屋市
北区辻本通一丁
目23-7

輸送施設の使用停止
(61日車)及び文書警
告

旅客自動車運送事業
運輸規則第2条第2項

令和5年1月27日及び令和5年2月9日、監査方針に基づき、監査を実施。
8件の違反が認められた。(1)一般準則(公平かつ懇切な取扱い)違反(旅
客自動車運送事業運輸規則第2条第2項)､(2)健康診断未受診(旅客自動車
運送事業運輸規則第21条第5項)､(3)点呼の実施不適切(旅客自動車運送
事業運輸規則第24条第1項及び第2項)､(4)点呼の記録記載事項不備(旅客
自動車運送事業運輸規則第24条第5項)､(5)業務等の記録記載事項不備
(旅客自動車運送事業運輸規則第25条第3項)､(6)運行記録計による記録
義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第26条第2項)､(7)特定の運転者
に対する指導義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)､(8)
特定の運転者に対する運転適性診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規
則第38条第2項)

7 7

タクシー 2023 7 10
丸八交通株式会社（法人
番号5180001024331)代
表者森孝義

愛知県名古屋市天白区
植田西2丁目1201番地

本社営業所
愛知県名古屋市
天白区植田西2丁
目1201番地

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第5
項

令和5年1月11日、監査方針に基づき、監査を実施。3件の違反が認めら
れた。(1)健康診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第5項)､
(2)点呼の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5
項)､(3)乗務員等台帳の記載事項等不備(旅客自動車運送事業運輸規則第
37条第1項)

0 0

タクシー 2023 7 10

新太田タクシー株式会社
（法人番号
9200001017155)代表者
梅村和行

岐阜県美濃加茂市太田
町4361番地

八百津営業
所

岐阜県加茂郡八
百津町伊岐津志
西野2475の1

輸送施設の使用停止
(10日車)及び文書警
告

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第2
項

令和5年1月24日、監査方針に基づき、監査を実施。2件の違反が認めら
れた。(1)特定の運転者に対する指導義務違反(旅客自動車運送事業運輸
規則第38条第2項)､(2)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(旅客
自動車運送事業運輸規則第38条第2項)

1 1

タクシー 2023 7 10

三重近鉄タクシー株式会
社（法人番号
3190001016370)代表者
末吉利敎

三重県四日市市久保田1
丁目2番地23号

四日市営業
所

三重県四日市市
久保田1丁目2番
地23号

輸送施設の使用停止
(60日車)

旅客自動車運送事業
運輸規則第45条

令和5年1月24日、監査方針に基づき、監査を実施。1件の違反が認めら
れた。(1)無車検運行(旅客自動車運送事業運輸規則第45条)

6 6

タクシー 2023 7 12
株式会社すばる交通（法
人番号7190001003588)
代表者宮崎勝郎

三重県亀山市和田町
1600番地

鈴鹿営業所
鈴鹿市道伯5丁目
22-28

輸送施設の使用停止
(60日車)及び文書警
告

旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第5
項

令和5年2月8日、監査方針に基づき、監査を実施。10件の違反が認めら
れた。(1)健康診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第5項)､
(2)点呼の実施義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第1項及び
第2項)､(3)点呼の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第24
条第5項)､(4)業務記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第25条第3
項)､(5)業務記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第25条第3
項)､(6)乗務員等台帳の記載事項等不備(旅客自動車運送事業運輸規則第
37条第1項)､(7)特定の運転者に対する指導義務違反(旅客自動車運送事
業運輸規則第38条第2項)､(8)特定の運転者に対する運転適性診断未受診
(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)､(9)輸送の安全にかかわる
情報の公表義務違反(道路運送法第29条の3)､(10)事業報告書未提出(道
路運送法第94条第1項)

6 6

タクシー 2023 7 13

萩原タクシー株式会社
（法人番号
2180001083504)代表者
櫻井敏博

愛知県一宮市萩原町串
作字荒神田面1395番地
15号

本社営業所

愛知県一宮市萩
原町串作字荒神
田面1395番地15
号

輸送施設の使用停止
(102日車)及び文書警
告

道路運送法第15条第
1項

令和5年1月19日及び令和5年2月3日、監査方針に基づき、監査を実施。
13件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(道路運送法第
15条第1項)､(2)健康診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第
5項)､(3)点呼の実施義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第1項
及び第2項)､(4)点呼の記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24
条第5項)､(5)点呼の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第
24条第5項)､(6)業務等の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規
則第25条第3項)､(7)乗務員等台帳の記載事項等不備(旅客自動車運送事
業運輸規則第37条第1項)､(8)特定の運転者に対する指導義務違反(旅客
自動車運送事業運輸規則第38条第2項)､(9)特定の運転者に対する運転適
性診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)､(10)点検整備
記録簿等の未記載(旅客自動車運送事業運輸規則第45条)､(11)点検整備
記録簿等の記載事項不適切(旅客自動車運送事業運輸規則第45条)、(12)
補助者の要件違反(旅客自動車運送事業運輸規則第47条の9第3項)､
（13）法人の役員等の変更届出義務違反（道路運送法施行規則第６６
条第１項第８号）

11 11

タクシー 2023 7 21

鈴鹿タクシー有限会社
（法人番号
4190002006519)代表者
辻泰生

三重県鈴鹿市加佐登1丁
目13番地35号

本社営業所
三重県鈴鹿市加
佐登1丁目13番地
35号

輸送施設の使用停止
(10日車)

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和5年3月3日、監査方針に基づき、監査を実施。1件の違反が認めら
れた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規
則第38条第1項)

1 1

貨物 2023 7 6 菊地秋男
大阪府大阪市住吉区庭
井2-7-20

本店
大阪府東大阪市
柏田西2丁目6-9

輸送施設の使用停止
処分（170日車）

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

令和4年8月3日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。10件の違反
が認められた。（1）事業計画変更認可違反【自動車車庫の位置及び収
容能力違反】（貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第5号）、
（2）疾病、疲労等のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全
規則（以下「安全規則」）第3条第6項）、（3）点検整備違反【定期点
検整備等の未実施】（安全規則第3条の3、道路運送車両法第48条）、
（4）整備管理者の研修受講義務違反【研修未受講】（安全規則第3条
の5）、（5）点呼の実施違反【未実施】【不適切】（安全規則第7条第
1項～第3項）、（6）アルコール検知器備え義務違反（安全規則第7条
第4項）、（7）点呼の記録違反【記録】（安全規則第7条第5項）、
（8）乗務等の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第8条）、
（9）運転者台帳【記載事項等の不備】（安全規則第9条の5第1項）、
（10）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う
指導及び監督の指針」による運転者に対する指導及び監督違反【大部
分不適切】（安全規則第10条第1項）

17 17

貨物 2023 7 7

栄トランスポート有限会
社（法人番号
7120102005531）代表
者服部伸吉

大阪府高石市高砂2-3-7 本社
大阪府高石市高
砂2-3-7

輸送施設の使用停止
処分（40日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和4年10月18日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。3件の
違反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転
者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）点呼の記
録違反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、（3）運行指示
書【作成、指示又は携行の義務違反】(安全規則第9条の3第1項～第3
項)

4 4



貨物 2023 7 11
岸貝運輸株式会社（法人
番号5120101036488）
代表者武正人

大阪府岸和田市臨海町
20-2

本社
大阪府岸和田市
臨海町20-2

輸送施設の使用停止
処分（60日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和4年11月29日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。7件の違
反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者
の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）疾病、疲労
等のおそれのある乗務（安全規則第3条第6項）、（3）点呼の実施違反
【未実施】（安全規則第7条第1項～第3項）、（4）点呼の記録違反
【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、（5）乗務等の記録違
反【記載事項等の不備】（安全規則第8条）、（6）運行記録計による
記録違反【記録】（安全規則第9条）、（7）「貨物自動車運送事業者
が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運
転者に対する指導及び監督違反【大部分不適切】（安全規則第10条第1
項）

6 6

貨物 2023 7 12
信盛物流株式会社（法人
番号4120001174455）
代表者信川俊文

大阪府堺市美原区真福
寺98-3

本社
大阪府堺市美原
区真福寺98-3

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和4年12月2日、公安委員会からの通知を端緒に監査を実施。4件の違
反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者
の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）整備管理者
の研修受講義務違反【研修未受講】（安全規則第3条の5）、（3）「貨
物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監
督の指針」（以下「指導監督告示」）による運転者に対する指導及び
監督違反【一部不適切】（安全規則第10条第1項）、（4）指導監督告
示による運転者に対する特別な指導及び運転適性診断受診義務違反
【運転適性診断の受診状況】（安全規則第10条第2項）

2 2

貨物 2023 7 12
株式会社引越社（法人番
3120901017854）代表
者空雅英

東京都江戸川区松本2-
34-6

松原
大阪府松原市天
美我堂6-94-3

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(放
置行為)が過去1年以内に3件に達した。（1）運転者の指導監督義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2023 7 13

中兵庫運輸有限会社（法
人番号
9140002034593）代表
者北野芳則

兵庫県丹波市氷上町南
油良793

本社
兵庫県丹波市氷
上町南油良793

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和5年5月16日、労働局からの通報を端緒として監査を実施。1件の違
反が認められた。（1）乗務等の記録違反【記載事項等の不備】（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第8条）

0 0

貨物 2023 7 14
株式会社阪南流通（法人
番号1120101047118）
代表者穴生豪雄

大阪府泉佐野市中町2丁
目1-3

泉佐野
大阪府泉佐野市
中町2丁目1-3

輸送施設の使用停止
処分（40日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和4年11月15日及び同年12月19日、労働局からの通報を端緒に監査
を実施。5件の違反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業
用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4
項）、（2）（3）点呼の記録違反【記録】【記載事項等の不備】（安
全規則第7条第5項）、（4）乗務等の記録違反【記載事項等の不備】
（安全規則第8条）、（5）運行記録計による記録違反【記録】（安全
規則第9条）

4 4

貨物 2023 7 18
有限会社興陽（法人番号
7120002017528）代表
者森正一郎

大阪府大阪市大正区南
恩加島5丁目8番72号

本社
大阪府大阪市大
正区南恩加島5丁
目8番72号

輸送施設の使用停止
処分（180日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和4年9月22日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。11件の違
反が認められた。（1）疾病、疲労等のおそれのある乗務（貨物自動車
運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第6項）、（2）点検
整備違反【定期点検整備等の未実施】（安全規則第3条の3、道路運送
車両法第48条）、（3）整備管理者の研修受講義務違反【研修未受講】
（安全規則第3条の5）、（4）点呼の実施違反【未実施】（安全規則第
7条第1項～第3項）、（5）（6）点呼の記録違反【記録】【記載事項等
の不備】（安全規則第7条第5項）、（7）乗務等の記録違反【記載事項
等の不備】（安全規則第8条）、（8）「貨物自動車運送事業者が事業
用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」（以下「指導監
督告示」）による運転者に対する指導及び監督違反【大部分不適切】
（安全規則第10条第1項）、（9）指導監督告示による運転者に対する
特別な指導及び運転適性診断受診義務違反【運転適性診断の受診状
況】（安全規則第10条第2項）、（10）運行管理者の選任及び解任の未
届出違反（安全規則第19条）、（11）健康保険法、厚生年金保険法、
労働者災害補償保険法及び雇用保険法に基づく社会保険等加入義務者
が社会保険等に未加入（貨物自動車運送事業法施行規則第14条第2号）

18 18

貨物 2023 7 18
吉田海運株式会社（法人
番号4310001006143）
代表者吉田康剛

長崎県佐世保市三浦町
1-34

大阪
大阪府柏原市玉
手町23番5号

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和4年12月6日、労働局からの通報を端緒に監査を実施。4件の違反が
認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤
務時間及び乗務時間に係る基準」（以下「乗務時間等告示」）の遵守
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第
4項）、（2）乗務時間等告示なお書きの遵守違反（一運行の勤務時
間）（安全規則第3条第4項）、（3）点呼の実施違反【未実施】（安全
規則第7条第1項～第3項）、（4）点呼の記録違反【記載事項等の不
備】（安全規則第7条第5項）

9 3

貨物 2023 7 18
株式会社古川運輸（法人
番号8160001008911）
代表者今井武

滋賀県彦根市大堀町
437-3

雄琴
滋賀県大津市苗
鹿二丁目字袖田
28-1

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和5年4月27日、死亡事故を引き起こしたことを端緒に監査を実施。2
件の違反が認められた。（１）点呼の記録違反【記載事項等の不備】
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第7条第5
項）、（2）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して
行う指導及び監督の指針」による運転者に対する指導及び監督違反
【一部不適切】（安全規則第10条第1項）

1 0

貨物 2023 7 20
日本郵便株式会社(法人
番号1010001112577）
代表者衣川和秀

東京都千代田区大手町
二丁目3番1号

中京郵便局

京都府京都市中
京区三条通東洞
院東入ル菱屋町
30

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(放
置行為)が過去1年以内に3件に達した。（1）運転者の指導監督義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2023 7 24

株式会社西物流兵庫（法
人番号
3140001045639）代表
者大豊敏夫

兵庫県三木市大村1丁目
10番5号

本社
兵庫県三木市大
村1丁目10番5号

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和4年11月30日、労働局からの通報を端緒に監査を実施。4件の違反
が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の
勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）疾病、疲労等
のおそれのある乗務（安全規則第3条第6項）、（3）点呼の記録違反
【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、（4）「貨物自動車運
送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」
による運転者に対する特別な指導及び運転適正診断受診義務違反【運
転適性診断の受診状況】（安全規則第10条第2項）

1 1

貨物 2023 7 24

株式会社メイセイトラン
スポート（法人番号
2140001053353）代表
者藤原明広

兵庫県神戸市東灘区深
江浜町56-2

神戸
兵庫県神戸市東
灘区深江浜町56
番2

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和4年12月7日及び令和5年1月30日、死亡事故を引き起こしたことを
端緒に監査を実施。4件の違反が認められた。（1）「貨物自動車運送
事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の
遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3
条第4項）、（2）点呼の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第7
条第5項）、（3）運行指示書【作成、指示又は携行の義務違反】(安全
規則第9条の3第1項～第3項)、（4）「貨物自動車運送事業者が事業用
自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対
する指導及び監督違反【一部不適切】（安全規則第10条第1項）

2 2



貨物 2023 7 25

有限会社橋本運輸倉庫
（法人番号
4120002074737）代表
者橋本軍治

大阪府枚方市長尾東町
3-19-20

本社
大阪府枚方市長
尾東町3丁目19番
20号

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和4年10月26日及び令和5年2月13日、公安委員会からの通知を端緒
に監査を実施。8件の違反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業
の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第
4項）、（2）点検整備記録簿等の記載違反等【記録の保存】（安全規
則第3条の3第2項、道路運送車両法第49条）、（3）点呼の実施違反
【未実施】（安全規則第7条第1項～第3項）、（4）点呼の記録違反
【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、（5）乗務等の記録違
反【記録の保存】（安全規則第8条）、（6）運行記録計による記録違
反【記録】（安全規則第9条）、（7）「貨物自動車運送事業者が事業
用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に
対する指導及び監督違反【一部不適切】（安全規則第10条第1項）、
（8）自動車事故報告規則に規定する事故の届出違反【未届出】（貨物
自動車運送事業法第24条）

6 6

タクシー 2023 7 7

立花神姫タクシー株式会
社（法人番号
8140001049908）代表
者高石勇

兵庫県尼崎市三反田町3
丁目4番地12号

本社
兵庫県尼崎市三
反田町3丁目4番
地12号

輸送施設の使用停止
（110日車）

道路運送法(以下
「法」)第20条、法
27条第3項

令和4年5月10日、苦情を端緒として調査を実施。2件の違反が認められ
た。(1)営業区域外旅客運送【臨時・偶発的なものと認められるもの】
(法第20条)、(2)乗務等の記録義務違反【記録の改ざん・不実記載】(旅
客自動車運送事業運輸規則第25条第3項、第4項)

12 11

タクシー 2023 7 12

東京・日本交通株式会社
（法人番号
4120001071660）代表
者金田隆司

大阪府大阪市浪速区敷
津西二丁目7番10号

本社営業所
大阪府大阪市浪
速区敷津西二丁
目7番10号

警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(放
置駐車違反)が過去一年以内に3件に達した。｢旅客自動車運送事業者が
事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針｣(平成13年国
土交通省告示第1676号)による運転者に対する指導監督義務違反(旅客
自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

タクシー 2023 7 20
株式会社夏山（法人番号
4130001036274）代表
者夏山萬春

京都府京都市右京区梅
津尻溝町69番地3

本店営業所
京都市右京区梅
津尻溝町69番地
2、80

警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(駐
停車違反)が過去一年以内に3件に達した。｢旅客自動車運送事業者が事
業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針｣(平成13年国土
交通省告示第1676号)による運転者に対する指導監督義務違反(旅客自
動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

乗合バス 2023 7 5
京阪バス株式会社（法人
番号5130001010526）
代表者三浦達也

京都府京都市南区東九
条南石田町5番地

男山営業所
京都府八幡市男
山雄徳11-1

勧告
道路運送法第27条第
3項

令和5年5月24日、苦情を端緒として調査を実施。1件の違反が認められ
た。早発の禁止違反。(旅客自動車運送事業運輸規則第12条)

0 0

乗合バス 2023 7 5
京阪バス株式会社（法人
番号5130001010526）
代表者三浦達也

京都府京都市南区東九
条南石田町5番地

京田辺支所
京都府京田辺市
田辺茂ケ谷20番
地

勧告
道路運送法第27条第
3項

令和5年5月24日、苦情を端緒として調査を実施。1件の違反が認められ
た。早発の禁止違反。(旅客自動車運送事業運輸規則第12条)

0 0

乗合バス 2023 7 25
京都市交通局(法人番号
2000020261009)代表者
北村信幸

京都府京都市右京区太
秦下刑部町12

西賀茂営業
所

京都府京都市北
区西賀茂山ノ森
町50番地

警告
道路運送法第27条第
3項

令和5年4月14日、事故を引き起こしたことを端緒として監査を実施。
また、同年6月9日、別の法令違反の疑いを端緒として監査を実施。合
わせて1件の違反が認められた。「旅客自動車運送事業者が事業用自動
車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」(平成13年国土交通省告
示第1676号。)による運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運
送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

乗合バス 2023 7 25

京阪京都交通株式会社
（法人番号
4130001010527）代表
者阪本和宏

京都府京都市南区東九
条南石田町5番地

亀岡営業所
京都府亀岡市篠
町篠向谷10番地

警告
道路運送法第27条第
3項

令和5年6月22日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対
して行う指導及び監督の指針」(平成13年国土交通省告示第1676号。)
による運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則
第38条第1項)

6 0

貨物 2023 7 3

ヤマトボックスチャー
ター株式会社(法人番号
8010801015873)代表者
平塚俊彦

東京都中央区明石町6-
26

山口輸送支
店

山口県山口市鋳
銭司字鋳銭司団
地北10447-23

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条4項

令和4年10月20日、同年12月19日及び令和5年5月10日、死亡事故を端
緒として監査を実施。3件の違反が認められた。(1)点呼の記録事項義務
違反((貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第7条第5
項)、(2)乗務等の記録義務違反(安全規則第8条第1項)、(3)運転者に対
する指導監督の記録義務違反(安全規則第10条第1項)

0 0

貨物 2023 7 21
昭成建材株式会社(法人
番号1260001032552)代
表者田中剛

岡山県総社市泉4-9
昭成建材株
式会社

岡山県総社市泉
4-9

輸送施設の使用停止
(120日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項第1号、
同条第4項及び法第
24条の4第1項

令和4年4月22日及び同年5月31日、酒気帯び運転を端緒として監査を実
施。8件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動
車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)疾病、疲
労等のおそれのある乗務禁止違反(安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実
施義務違反(安全規則第7条第1項、第2項及び第3項)、(4)乗務等の記録
事項義務違反(安全規則第8条第1項)、(5)運行指示書の作成義務違反(安
全規則第9条の3第1項)、(6)運転者台帳の記載事項義務違反（安全規則
第9条の5第1項）、(7)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10
条第1項)、(8)社会保険等加入義務違反(貨物自動車運送事業法施行規則
第14条第2号)

12 12

貨物 2023 7 26

東山口運輸倉庫株式会社
(法人番号
1250001012183)代表者
松村廣秋

山口県岩国市周東町上
久原12番地9

本社営業所
山口県岩国市周
東町上久原12番9

輸送施設の使用停止
(20日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号及び同条第4項

令和5年1月31日、同年2月16日及び同年3月29日、死亡事故を端緒とし
て監査を実施。7件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、
(2)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(3)点呼の記録事項義務
違反(安全規則第7条第5項)、(4)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第
8条)、(5)運行指示書の記載事項義務違反(安全規則第9条の3第2項)、
(6)運転者台帳の記載事項義務違反（安全規則第9条の5第1項）、(7)運
転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1項)

2 2

貨物 2023 7 26
株式会社渡辺重運(法人
番号6260001028356)代
表者渡邊雅史

岡山県都窪郡早島町早
島1887番地4

本社営業所
岡山県都窪郡早
島町早島1887番
地4

輸送施設の使用停止
(150日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
9条第1項、法第17
条第1項第1号、同条
第1項第2号、同条第
4項及び道路運送車
両法第49条

令和4年11月7日、同年11月22日及び令和5年1月24日、情報提供を端緒
として監査を実施。9件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違
反(車庫)(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)、(2)乗務時
間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規
則」)第3条第4項)、(3)疾病、疲労等のおそれのある乗務禁止違反(安全
規則第3条第6項)、(4)点検整備記録簿の不実記載(安全規則第3条の2)、
(5)点呼記録の不実記載(安全規則第7条第5項)、(6)乗務等の記録事項義
務違反(安全規則第8条)、(7)運行記録計による記録保存義務違反(安全
規則第9条)、(8)運行指示書の保存義務違反(安全規則第9条の3第4項)、
(9)運転者台帳の記載事項義務違反（安全規則第9条の5第1項）

15 15

貨物 2023 7 18
株式会社朝日通商（法人
番号2470001005164）
代表者後藤耕司

香川県高松市国分寺町
新名1566-1

本社営業所
香川県高松市国
分寺町新名1566-
1

輸送施設の使用停止
（70日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号、第4項

令和5年3月1日及び同年同月15日、適正化実施機関からの通報を端緒と
して監査を実施したところ、6件の違反が確認された。(1)運転者の過労
防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間及び運転時間並び
に休日労働の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状
態で乗務していた者があったこと（貨物自動車運送事業輸送安全規則
（以下「安全規則」）第3条第4項）、(2)運転者の過労防止に関する措
置が不適切であり、１箇月の拘束時間及び休日労働の限度を超えて乗
務していた者があったこと（安全規則第3条第4項）、(3)運転者等に対
する点呼が確実になされていなかったこと（安全規則第7条第1項、第2
項、第3項）、(4)運転者等に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切
であったこと（安全規則第7条第5項）、(5)運転者等の業務について定
められた事項の記録が不適切であったこと（安全規則第8条）、(6)運行
管理者に対して、法令で定められた講習を受講させていなかったこと
（安全規則第23条第1項）

7 7



貨物 2023 7 24
株式会社広真物流（法人
番号1470001011080）
代表者平井周三

香川県さぬき市志度
2861

本社営業所
香川県さぬき市
志度2863-2

輸送施設の使用停止
（75日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号、第2号、第4項、
第60条第1項、道路
運送車両法第48条

令和5年5月22日、利用者等からの苦情等を端緒として監査を実施した
ところ、8件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が
不適切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度を超え、乗務
していた者があったこと（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下
「安全規則」）第3条第4項）、(2)事業用自動車の定期点検整備等を実
施していなかったこと（安全規則第3条の2）、(3)運転者等に対する点
呼が確実になされていなかったこと（安全規則第7条第1項、第2項、第
3項）、(4)運転者等に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であっ
たこと（安全規則第7条第5項）、(5)運転者等の業務について定められ
た事項の記録が不適切であったこと（安全規則第8条）、(6)運転者等台
帳について定められた事項の記録が不適切であったこと（安全規則第9
条の5第1項）、(7)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な
運転者に対する指導監督が不適切であったこと（安全規則第10条第1
項）、(8)事業報告書の提出をしていなかったこと（貨物自動車運送事
業法第60条第1項）

8 8

貨物 2023 7 21
株式会社植西運送（法人
番号5500001004977）
代表者植西丈晴

愛媛県伊予市中山町中
山子43番地2

松山営業所
愛媛県伊予郡砥
部町高尾田92-2

輸送施設の使用停止
（30日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法第9条第1項、第
17条第1項第1号、
第4項

令和4年6月29日、第一当死亡事故を端緒として監査を実施したとこ
ろ、6件の違反が確認された。(1)営業所の位置（運輸局長指定区域外）
について認可を受けていなかったこと（貨物自動車運送事業法施行規
則第2条第1項第2号）、(2)運転者の過労防止に関する措置が不適切で
あり、連続運転時間の限度を超えて乗務していた者があったこと（貨
物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、
(3)運転者等に対する点呼が確実になされていなかったこと（安全規則
第7条第1項、第2項、第3項）、(4)運転者等に対する点呼の実施結果の
記録内容が不適切であったこと（安全規則第7条第5項）、(5)運転者等
の業務について定められた事項の記録が不適切であったこと（安全規
則第8条）、(6)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転
者に対する指導監督の記録に記載すべき事項が不適切であったこと
（安全規則第10条第1項）

3 3

タクシー 2023 7 12

相互タクシー株式会社
（法人番号
8470001002379）代表
者岩﨑康誠

香川県高松市上福岡町
718番地9号

本社営業所
香川県高松市上
福岡町718番地9
号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和5年7月6日、公安委員会からの通報を端緒として監査を実施したと
ころ、2件の違反が確認された。(1)乗務員等台帳について定められた事
項の記録が不適切であったこと（旅客自動車運送事業運輸規則（以下
「運輸規則」）第37条第1項）、(2)事業用自動車の運行の安全を確保
するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと（運
輸規則第38条第1項）

0 0

貨物 2023 7 3
株式会社小原林業（法人
番号8340001014750）
代表者小原美智夫

鹿児島県鹿屋市串良町
有里7663-2

本社営業所
鹿児島県南九州
市川辺町下山田
4228

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

令和5年2月2日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)過積載運送
(貨物自動車運送事業法第17条第3項)

1 1

乗合バス 2023 7 4
宮崎交通株式会社（法人
番号6350001001667)代
表者髙橋光治

宮崎県宮崎市松山一丁
目1番1号

宮崎中央営
業所

宮崎県宮崎市大
字富吉字青木78-
25

輸送施設の使用停止
（10日車）

道路運送法第16条第
1項

令和5年2月14日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)事業計画及
び運行計画に定める業務の確保違反（道路運送法第16条第1項）

1 1

貨物 2023 7 6
三共運輸株式会社（法人
番号4300001005253）
代表者江頭武志

佐賀県杵島郡白石町大
字横手728-1

本社営業所
佐賀県杵島郡白
石町大字横手
728-1

輸送施設の使用停止
（20日車）文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項第1号、
法第17条第4項

令和4年12月15日、監査実施。5件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項)、(2)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、
(3)運行指示書の記載事項義務違反(安全規則第9条の3第1項～第3項)、
(4)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(5)運転
者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)

2 2

貨物 2023 7 7
太田運輸株式会社（法人
番号6290001043988）
代表者太田哲治

福岡県朝倉郡筑前町三
並1472-1

熊本支店
熊本県宇城市豊
野町糸石23-3、
23-4、26-11

輸送施設の使用停止
（30日車）文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項第1号、
法第17条第4項

令和5年3月23日、監査実施。3件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規
則」)第3条第4項)、(2)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条
の5第1項)、(3)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)

3 3

貨物 2023 7 11

有限会社克杉本商事（法
人番号
4330002024927）代表
者杉本克己

熊本県熊本市南区城南
町鰐瀬2127番地12

本社営業所
熊本県熊本市南
区城南町鰐瀬
2127番地12

輸送施設の使用停止
（10日車）文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項第1号、
法第17条第4項

令和5年2月1日、監査実施。4件の違反が認められた。(1)乗務時間等の
基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)
第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項～第3項)、
(3)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(4)特定運転
者に対する特別な指導監督違反(安全規則第10条第2項)

1 1

貨物 2023 7 14
有限会社杉山運送（法人
番号2340002005184）
代表者杉山圭一

鹿児島県鹿児島市田上8
丁目13-2

本社営業所
鹿児島県鹿児島
市田上8丁目13-2

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
法第17第3項

令和5年3月14日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)過積載運送
(貨物自動車運送事業法第17条第3項)

2 2

タクシー 2023 7 14

株式会社木村タクシー
（法人番号
2290001038174）代表
者木村日出夫

福岡県糟屋郡宇美町貴
船4丁目12-7

本社営業所
福岡県糟屋郡宇
美町貴船4丁目
12-7

輸送施設の使用停止
（20日車）文書警告

道路運送法第27条第
3項

令和4年12月20日、監査実施。12件の違反が認められた。(1)苦情処理
の記録の記載事項不備違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運
輸規則」）第3条第2項）、(2)疾病、疲労等のおそれのある乗務（運輸
規則第21条第5項）、(3)点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条第5
項）、(4)事故の記録事項不備違反（運輸規則第26条の2）、(5)乗務員
台帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条第1項）、(6)運転者に対す
る指導監督違反（運輸規則第38条第1項）、(7)運転者に対する指導監
督の記録又は指導監督の記録保存違反（運輸規則第38条第1項）、(8)
運転者に対する指導監督の記載事項義務違反（運輸規則第38条第1
項）、(9)特定運転者に対する特別な指導監督違反（運輸規則第38条第
2項）、(10)特定運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第38
条第2項）、(11)指導要領制定義務違反（運輸規則第40条第1項）、
(12)地理・応接の指導監督の記録・保存義務違反（運輸規則第40条第3
項）

2 2

貨物 2023 7 20

サールナート株式会社
（法人番号
4290801011626）代表
者井上とし子

福岡県北九州市八幡西
区香月西2-16-9

本社営業所
福岡県北九州市
八幡西区香月西
2-16-9

輸送施設の使用停止
（20日車）文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
8条第1項、法17条
第1項第2号、法第
17条第4項

令和4年9月2日、監査実施。8件の違反が認められた。(1)事業計画(自
動車車庫)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法第8条
第1項)、(2)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安
全規則(以下「安全規則」)第3条の4)、(3)点呼の実施義務違反(安全規
則第7条第1項～第3項)、(4)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5
項)、(5)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(6)運転者台
帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(7)運転者に対する指
導監督違反(安全規則第10条第1項)、(8)運転者に対する指導監督の記録
又は指導監督の記録保存違反(安全規則第10条第1項)

2 2

貨物 2023 7 20
元明運送有限会社（法人
番号5350002015964）
代表者元明吉美

宮崎県都城市山之口町
富吉2885-１

本社営業所
宮崎県都城市山
之口町富吉2885-
１

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第17第3項

令和5年5月1日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)過積載運送
(貨物自動車運送事業法第17条第3項)

1 1

貨物 2023 7 24

株式会社ＳＭＳ．ＬＩＮ
Ｅ（法人番号
4320001017866）代表
者齊木清二

大分県大分市大字中戸
次字中峯906番地3

本社営業所
大分県大分市大
字中戸次4333番
地

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

令和4年11月21日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)過積載運送
(貨物自動車運送事業法第17条第3項)

2 2



貨物 2023 7 24
優真工業株式会社（法人
番号9320001011286）
代表者辻??秀和

大分県中津市大字野依
834番地2

本社営業所
大分県中津市大
字野依834番地2

輸送施設の使用停止
（140日車）文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項第1号、
法第17条第4項

令和5年1月30日、監査実施。12件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規
則」)第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項～第3
項)、(3)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(4)点呼の記録事
項義務違反(安全規則第7条第5項)、(5)乗務等の記録（不実記載）義務
違反(安全規則第8条)、(6)運行記録計による記録（改ざん）義務違反
(安全規則第9条)、(7)運行指示書に係る（作成、指示、携行）義務違反
(安全規則第9条の3第1項～第3項)、(8)運転者台帳の記載事項義務違反
(安全規則第9条の5第1項)、(9)運転者に対する指導監督違反(安全規則
第10条第1項)、(10)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反(安全
規則第10条第1項)、(11)特定運転者に対する特別な指導監督違反(安全
規則第10条第2項)、(12)特定運転者に対する適性診断受診義務違反(安
全規則第10条第2項)

14 14

タクシー 2023 7 19

株式会社共友タクシー
(法人番号
1360003003913)代表者
泉川寛市

沖縄県中頭郡中城村字
津覇220番地

本社営業所
沖縄県中頭郡中
城村字津覇220番
地

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第24条第1
項、同条第2項

令和5年5月30日、沖縄県公安委員会から通知のあった道路交通法令違
反を端緒とし監査実施。2件の違反が認められた。(1)点呼の実施義務違
反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第1項、第2項)、(2)点検整備記
録簿等記載義務違反(道路運送車両法第49条)

0 0

貸切バス 2023 8 24

千歳相互観光バス株式会
社（法人番号７４３００
０１０４３７９９）代表
者沼田聖

北海道千歳市里美２丁
目１－５

本社営業所
北海道千歳市里
美２丁目１－５

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

令和５年４月２４日及び令和５年６月２３日、その他事故、法令違
反、事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。２件の違反が認め
られた。（１）点呼の記録事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規
則（以下「運輸規則」）第２４条第５項）、（２）乗務員台帳の記載
事項義務違反（運輸規則第３７条第１項）

0 0

貸切バス 2023 8 24

合同会社ＧＲＯＵＰ－Ａ
＆ＣＯＭＰＡＮＹ（法人
番号６４３０００３０１
２７７８）代表者倉本圭
一郎

北海道札幌市白石区東
札幌５条１丁目２番２
０号

本社営業所

北海道札幌市白
石区東札幌５条
１丁目２番２０
号

処分日車数１０日車
のため、一般貸切旅
客自動車運送事業者
に対する行政処分等
の基準３．（６）に
より文書警告

道路運送法第２７条
第３項、旅客自動車
運送事業運輸規則第
４７条の７第１項

令和５年５月９日、新規許可等を端緒として監査を実施。４件の違反
が認められた。（１）運送引受書の記載事項義務違反（旅客自動車運
送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第７条の２第１項）、（２）乗
務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第３７条第１項）、（３）整
備管理者の研修受講義務違反（運輸規則第４６条）、（４）輸送の安
全にかかわる公表情報の報告義務違反（運輸規則第４７条の７第１
項）

1 1

貸切バス 2023 8 24

虹色トラベル株式会社
（法人番号７４３０００
１０６０７０４）代表者
高橋実

北海道札幌市手稲区曙
２条３丁目４２３番地
６３

本社営業所

北海道札幌市手
稲区曙２条３丁
目４２３番地６
３

処分日車数３０日車
のため、一般貸切旅
客自動車運送事業者
に対する行政処分等
の基準３．（６）に
より文書警告

旅客自動車運送事業
運輸規則第２６条第
１項

令和５年６月１３日及び令和５年７月１８日、関係機関からの情報を
端緒として監査を実施。１件の違反が認められた。（１）運行記録計
による記録義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第２６条第１項）

3 3

貸切バス 2023 8 24

ＪＯＥＵＮＢＵＳ株式会
社（法人番号６０６００
０１０１９９９４）代表
者西山祐志

東京都台東区寿１丁目
５番１０号

札幌営業所
北海道札幌市東
区本町２条１０
丁目３－１５

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第４７条の
７第１項

令和５年７月２０日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を
端緒として監査を実施。１件の違反が認められた。（１）輸送の安全
にかかわる公表情報の報告義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第
４７条の７第１項）

0 0

貸切バス 2023 8 22

株式会社エム・ビー（法
人番号
6030001001170）代表
者森田康士

埼玉県さいたま市南区
曲本5-2-17

本社営業所
埼玉県さいたま
市南区曲本5-2-
17

文書警告（処分日車
数20日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第2
項

令和5年5月31日及び令和5年6月19日、定期的な監査を実施。2件の違
反が認められた。(1)運転者に対する指導監督等義務違反(旅客自動車運
送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第38条第1項)､(2)初任運転者に対する
適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)

2 2

貸切バス 2023 8 22

大和観光バス有限会社
（法人番号
6030002097893）代表
者大澤和晃

埼玉県比企郡ときがわ
町大字玉川2960-1

本社営業所
埼玉県比企郡と
きがわ町大字玉
川字森下2961-1

文書警告（処分日車
数5日車のため、一般
貸切旅客自動車運送
事業者に対する行政
処分等の基準3．(6)
による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第45条

令和5年6月13日、定期的な監査を実施。2件の違反が認められた。(1)
定期点検整備等の未実施(旅客自動車運送事業運輸規則第45条)､(2)報告
義務違反(運送法第94条第1項)

1 1

貸切バス 2023 8 29

株式会社彩国観光バス
（法人番号：
1030001061161）代表
者青木貴彦

埼玉県児玉郡美里町大
字小茂田222-3

本社営業所
埼玉県児玉郡美
里町大字小茂田
902-2

輸送施設の使用停止
（150日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第5
項

令和4年11月28日、定期的な監査を実施。5件の違反が認められた。(1)
健康状態の把握義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規
則｣)第21条第5項)､(2)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38
条第1項)､(3)高齢運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条
第2項)､(4)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条
第2項)､(5)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条)

15 15

貸切バス 2023 8 29

有限会社ドルフィンズ
（法人番号：
9030002009870）代表
者奥谷昭夫

埼玉県さいたま市西区
大字指扇511-44

東京営業所
東京都板橋区三
園1-31-19-404

輸送施設の使用停止
（60日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第３８条第
１項

令和4年10月26日及び令和4年11月16日、定期的な監査を実施。2件の
違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運
送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第38条第1項)､(2)書類の適切管理義務
違反(運輸規則第69条)

6 6

貸切バス 2023 8 29

ザ・オリエンタルバス株
式会社（法人番号：
8430001067376）代表
者間宮修平

東京都港区東新橋1-1-
19ヤクルト本社ビル
11F

千葉営業所
千葉県八街市四
木106

処分日車数10日車の
ため、一般貸切旅客
自動車運送事業者に
対する行政処分等の
基準3.(6)により文書
警告

道路運送法第29条
令和5年5月16日及び令和5年5月30日、定期的な監査を実施。2件の違
反が認められた。(1)乗務等の記録の記録事項の不備(旅客自動車運送事
業運輸規則第25条第2項)､(2)事故の未届出(道路運送法第29条)

1 1

貸切バス 2023 8 29

株式会社友愛観光バス
（法人番号：
8122002015147）代表
者李炳燦

東京都葛飾区西水元3-
27-3

東京営業所
東京都葛飾区西
水元3-27-3-102

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第7条の2第
1項

令和5年6月16日、定期的な監査を実施。5件の違反が認められた。(1)
運送引受書の記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸
規則｣)第7条の2第1項)､(2)乗務時間等告示の遵守違反(運輸規則第21条
第1項)､(3)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)､(4)乗務等の記
録の記録事項の不備(運輸規則第25条第2項)､(5)運行指示書の記載事項
の不備(運輸規則第28条の2第1項)

0 0

貸切バス 2023 8 29

有限会社トウカン交通
（法人番号：
2030002054469）代表
者深谷幸司

埼玉県上尾市大字上
1040-18

本社営業所
埼玉県上尾市大
字上1040-18

処分日車数20日車の
ため、一般貸切旅客
自動車運送事業者に
対する行政処分等の
基準3.(6)により文書
警告

道路運送法第１５条
第１項

令和5年6月23日、定期的な監査を実施。3件の違反が認められた。(1)
事業計画の変更認可違反(道路運送法(以下｢運送法｣)第15条第1項)､(2)
運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条
第1項)､(3)報告義務違反(運送法第94条第1項)

2 2

貸切バス 2023 8 29
三球観光株式会社（法人
番号2240001023016）
代表者坂井田勝利

広島県東広島市西条町
寺家6480-2

千葉営業所
千葉県香取郡多
古町大高字前野
1-528

輸送施設の使用停止
（70日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第24条

令和4年11月17日及び令和4年12月22日、定期的な監査を実施。6件の
違反が認められた。(1)運送引受書の記載事項の不備(旅客自動車運送事
業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第7条の2第1項)､(2)乗務時間等告示の遵守
違反(運輸規則第21条第1項)､(3)点呼の実施等義務違反(運輸規則第24
条)､(4)乗務等の記録の記録事項の不備(運輸規則第25条第2項)､(5)運行
記録計による記録義務違反(運輸規則第26条第1項)､(6)運転者に対する
指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)

9 7

貸切バス 2023 8 21

株式会社中紀バスＩＮ
Ｔ’Ｌ(法人番号
1170001005212)代表者
高垣太郎

和歌山県和歌山市井ノ
口544番地2

大阪関西空
港

大阪府泉南郡田
尻町りんくう
ポート北3番地34

警告（処分日車数40
日車のため、一般貸
切旅客自動車運送事
業者に対する行政処
分等の基準3．(6)に
よる）

道路運送第27条第3
項

令和5年6月29日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。点呼の実施義務違反【未実施】（旅客自動車運送事業
運輸規則第24条第1項、第2項）

4 4



貸切バス 2023 8 24

大阪卑弥呼観光株式会社
（法人番号
7120101052608）代表
者山下正志

大阪府南河内郡河南町
大字一須賀769番地の4

本社営業所
大阪府南河内郡
河南町大字一須
賀769-4

警告（処分日車数10
日車のため、一般貸
切旅客自動車運送事
業者に対する行政処
分等の基準3．(6)に
よる）

道路運送法第27条第
3項

令和5年7月6日及び同年5年7月12日、法令違反の疑いを端緒として監査
を実施。4件の違反が認められた。(1)点呼の記録義務違反【記載事項の
不備】(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第24条第5項)、
(2)乗務等の記録義務違反【記録事項の不備】(運輸規則第25条第4項)、
(3)乗務員台帳の作成、備付け義務違反【記載事項等の不備】(運輸規則
第37条第1項)、(4)運転者に対する指導及び監督に係る記録の作成・保
存義務違反【記載事項等の不備】(運輸規則第38条第1項)

7 1

貸切バス 2023 8 22

有限会社八重タクシー
（法人番号
6240002029611）代表
者田中宏幸

広島県山県郡北広島町
蔵迫14番地

本社営業所
広島県山県郡北
広島町蔵迫14番
地

輸送施設の使用停止
（60日車）及び文書
警告

道路運送法(以下
「法」)第9条の2第1
項及び法27条第3項

令和4年11月22日及び令和5年2月14日、継続監視の監査対象であるこ
とを端緒として監査を実施。3件の違反が認められた。(1)運賃料金事前
届出・運賃料金変更事前届出違反(法第9条の2第1項)、(2)運送引受書の
記載事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」第7
条の2第1項)、(3)乗務員台帳の記載事項義務違反(運輸規則第37条第1
項)

6 6

貸切バス 2023 8 21

株式会社リザーブ観光
（法人番号
2290801021486）代表
者橋爪敏子

福岡県直方市大字頓野
1911番地2

本社営業所
福岡県直方市大
字頓野1911番地2

輸送施設の使用停止
（60日車）文書警告

道路運送法（以下
「法」）第9条の2第
1項、法第27条第3
項

令和4年12月22日、監査実施。4件の違反が認められた。(1)運賃料金事
前届出、運賃料金変更事前届出違反（道路運送法第9条の2第1項）､(2)
運送引受書の記載事項不備違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下
「運輸規則」）第7条の2第1項）、(3)乗務等の記録事項義務違反（運
輸規則第25条第1項、第2項、第4項）、(4)運行指示書の記載事項義務
違反（運輸規則第28条の2第1項）

6 6

貸切バス 2023 8 23
株式会社堂山（法人番号
8350001009337）代表
者巣立芳博

宮崎県都城市丸谷町
2709-3

本社営業所
宮崎県都城市丸
谷町2709-3

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和5年7月14日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第24条第1項、第2項）

2 2

貸切バス 2023 8 23

久留米西鉄タクシー株式
会社(法人番号
5290001070703)代表者
篠倉博光

福岡県久留米市国分町
御供田1596番地

八軒屋営業
所

福岡県久留米市
国分町御供田
1596番地

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和5年6月27日、監査実施。4件の違反が認められた。(1)点呼の記録
事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条
第5項)、(2)乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第25条第1項、第2
項、第4項）、(3)運行指示書の記載事項義務違反（運輸規則第28条の2
第1項）、(4)乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条第1項）

0 0

貸切バス 2023 8 25

株式会社ジェイアイラン
ド（法人番号
2310001014073）代表
者城太一

福岡県糟屋郡新宮町大
字三代448番地1

本社営業所
福岡県糟屋郡新
宮町大字三代448
番地1

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和5年7月19日、監査実施。4件の違反が認められた。(1)運送引受書
の記載事項不備違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規
則」）第7条の2第1項）、(2)点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24
条第5項）、(3)乗務員台帳の作成義務違反（運輸規則第37条第1項）、
(4)乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条第1項）

1 1

貸切バス 2023 9 4

SSツアーアシスト株式
会社(法人番号
6120001165964)代表者
高木克夫

大阪府堺市南区竹城台2
丁15番1号

本社営業所
大阪府堺市南区
竹城台2丁15番1
号

警告（処分日車数50
日車のため、一般貸
切旅客自動車運送事
業者に対する行政処
分等の基準3．(6)に
よる）

道路運送法（以下
「法」）第15条第1
項、法第27条第3項

令和5年5月12日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。4件の違反
が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(法第15条第1項)、(2)疾
病、疲労等のおそれのある乗務(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運
輸規則｣)第21条第5項)、(3)乗務員台帳の作成、備付け義務違反【記載
事項等の不備】(運輸規則第37条第1項)、(4)整備管理者の研修受講義務
違反(運輸規則第46条)

5 5

貸切バス 2023 9 5
有限会社倉橋交通（法人
番号7240002036086）
代表者宇和村泰典

広島県呉市倉橋町1210
番地の6

本店
広島県呉市倉橋
町1210-6

文書警告
道路運送法27条第3
項

令和5年8月24日、継続監視の監査対象であることを端緒として監査を
実施。2件の違反が認められた。(1)運送引受書の記載事項義務違反(旅
客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」第7条の2第1項)、(2)乗務
等の記録の記録事項義務違反(運輸規則第25条第2項)

0 0

貸切バス 2023 9 12
株式会社東交通（法人番
号：1040001063157）
代表者山川弘道

千葉県山武郡芝山町岩
山205-2

本社営業所
千葉県山武郡芝
山町岩山205-2

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第２１条第
１項

令和5年7月13日、定期的な監査を実施。2件の違反が認められた。(1)
乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規
則｣)第21条第1項)､(2)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第
38条第1項)

0 0

貸切バス 2023 9 12

有限会社ベル企画（法人
番号：
7012802002091）代表
者本郷誠

東京都昭島市東町3-15-
1

本社営業所
東京都昭島市東
町3-15-1

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第２１条第
１項

令和5年4月12日、定期的な監査を実施。3件の違反が認められた。(1)
乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規
則｣)第21条第1項)､(2)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)､(3)
運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)

0 0

貸切バス 2023 9 12

アビコ西武観光株式会社
（法人番号：
2040001066704）代表
者梶陽介

千葉県我孫子市我孫子
3-28-15

東京営業所
東京都江戸川区
西篠崎2-4-5

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和5年4月17日、定期的な監査を実施。1件の違反が認められた。(1)
運転者に対する指導監督等義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38
条第1項)

0 0

貸切バス 2023 9 12
有限会社コム（法人番
号：3010902006058）
代表者駒崎浩宣

東京都世田谷区給田3-
1-17-202

本社営業所
東京都世田谷区
給田3-1-17-202

処分日車数20日車の
ため、一般貸切旅客
自動車運送事業者に
対する行政処分等の
基準3.(6)により文書
警告

旅客自動車運送事業
運輸規則第２１条第
１項

令和5年4月18日、定期的な監査を実施。1件の違反が認められた。(1)
乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項)

2 2

貸切バス 2023 9 20
株式会社都市交通（法人
番号3040002057627）
代表者豊泉達樹

千葉県印西市瀬戸1733-
10

本社営業所
千葉県印西市瀬
戸1382-6

文書警告（処分日車
数40日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第２４条第
５項

令和5年4月18日、定期的な監査を実施。4件の違反が認められた。(1)
運送引受書の記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸
規則｣)第7条の2第1項)､(2)乗務時間等告示の遵守違反(運輸規則第21条
第1項)､(3)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)､(4)運転者に対
する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)

4 4

貸切バス 2023 9 20
有限会社武元重機（法人
番号9140002034973）
代表者武元俊二

兵庫県丹波篠山市藤之
木528-2

東京営業所
東京都江東区東
陽4-8-10-704

文書警告（処分日車
数40日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第２４条第
５項

令和5年6月12日、定期的な監査を実施。5件の違反が認められた。(1)
乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規
則｣)第21条第1項)､(2)疾病のおそれのある乗務(運輸規則第21条第5項)､
(3)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)､(4)運転者に対する指導
監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)､(5)輸送の安全にかかわる情報
の公表義務違反(道路運送法第29条の3)

10 4

貸切バス 2023 9 20

アビコ西武観光株式会社
（法人番号
2040001066704）代表
者梶陽介

千葉県我孫子市我孫子
3-28-15

本社営業所
千葉県我孫子市
我孫子3-28-15

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第４５条

令和5年5月30日及び令和5年6月12日、定期的な監査を実施。1件の違
反が認められた。(1)点検整備関係義務違反(旅客自動車運送事業運輸規
則第45条)

0 0

貸切バス 2023 9 20

株式会社スマイルコーポ
レーション（法人番号
3030001067289）代表
者馬場由美子

埼玉県越谷市レイクタ
ウン1-18-19

埼玉営業所
埼玉県吉川市大
字上内川字上道
向1926-1

文書警告（処分日車
数40日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第３８条第
１項

令和5年6月28日及び令和5年7月19日、定期的な監査を実施。1件の違
反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送
事業運輸規則第38条第1項)

4 4

貸切バス 2023 9 20

千葉中央バス株式会社
（法人番号
7040001004824）代表
者新井靖彦

千葉県千葉市緑区鎌取
町273-4

千葉営業所
千葉県千葉市緑
区鎌取町273-4

輸送施設の使用停止
（60日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第24条

令和4年12月12日及び令和4年12月23日、定期的な監査を実施。5件の
違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(道路運送法第15条第1
項)､(2)点呼の実施等義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸
規則｣)第24条)､(3)乗務等の記録の記録事項の不備(運輸規則第25条第2
項)､(4)運行指示書の記載事項の不備(運輸規則第28条の2第1項)､(5)運
転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)

6 6

貸切バス 2023 9 12
泉屋株式会社(法人番号
3120001074516)代表者
泉浩一

大阪府大阪市中央区上
汐2丁目1番5号

瓢箪山営業
所

大阪府東大阪市
桜町2番6号

警告（処分日車数20
日車のため、一般貸
切旅客自動車運送事
業者に対する行政処
分等の基準3．(6)に
よる）

道路運送法（以下
「法」）第15条第1
項、法第27条第3項

令和5年7月20日及び同年7月26日、法令違反の疑いを端緒として監査を
実施。2件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(法第15条
第1項)、(2)運送引受書の交付義務違反【記載事項の不備】（旅客自動
車運送事業運輸規則第7条の2第1項)

2 2



貸切バス 2023 9 11

株式会社国分観光バス
（法人番号
2340001007248）代表
者藤田喜作

鹿児島県霧島市隼人町
真孝2300番地18

本社営業所
鹿児島県霧島市
隼人町真孝2300
番地18

輸送施設の使用停止
（110日車）文書警告

道路運送法（以下
「法」）第9条の2第
1項、法第27条第3
項

令和4年11月9日、監査実施。7件の違反が認められた。(1)運賃料金事
前届出、運賃料金変更事前届出違反（道路運送法第9条の2第1項）､(2)
運送引受書の記載事項不備違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下
「運輸規則」）第7条の2第1項）、(3)点呼の記録事項義務違反（運輸
規則第24条第5項）、(4)運行記録計による記録又は運行記録計による
記録保存違反（運輸規則第26条第1項）、(5)運行指示書の記載事項義
務違反（運輸規則第28条の2第1項）、(6)運転者に対する指導監督違反
（運輸規則第38条第1項）、(7)特定運転者に対する特別な指導監督違
反（運輸規則第38条第2項）

11 11

貸切バス 2023 9 14

有限会社フロンティア
（法人番号
7200002014814)代表者
馬躍

岐阜県羽島市竹鼻町丸
の内四丁目123番地

本社営業所
岐阜県羽島市竹
鼻町丸の内四丁
目123番地

輸送施設の使用停止
(310日車)及び文書警
告

道路運送法第9条の2
第1項

令和4年11月28日及び令和4年11月30日、監査方針に基づき、監査を実
施。18件の違反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道路運送
法第9条の2第1項)､(2)運送引受書未交付(旅客自動車運送事業運輸規則
第7条の2第1項)､(3)運送引受書記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸
規則第7条の2第1項)､(4)乗務時間等基準告示の遵守違反(旅客自動車運
送事業運輸規則第21条第1項)､(5)点呼の実施義務違反(旅客自動車運送
事業運輸規則第24条第1項及び第2項)､(6)ｱﾙｺｰﾙ検知器の常時有効保持
義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第4項)､(7)点呼の記録義
務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)､(8)点呼の記録記載
事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)､(9)業務等の記録
保存義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第25条第2項)､(10)業務の記
録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第25条第2項)､(11)運行記
録計による記録保存義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第26条第1
項)､(12)運行指示書の記載事項等不備(旅客自動車運送事業運輸規則第
28条の2第1項)､(13)運行指示書の保存義務違反(旅客自動車運送事業運
輸規則第28条の2第2項)､(14)乗務等員台帳の記載事項等不備(旅客自動
車運送事業運輸規則第37条第1項)､(15)運転者に対する指導監督記録記
載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)､(16)輸送の安全
にかかわる情報の公表義務違反(道路運送法第29条の3)､(17)事業報告書
未提出(道路運送法第94条第1項)､(18)自動車に関する表示義務違反(道
路運送法第95条)

31 31

貨物 2023 8 24

有限会社大屋重機興業
（法人番号８４３０００
２０４８７０６） 代表
者大屋聖一

北海道千歳市信濃３丁
目２８番８号

本社営業所
北海道千歳市信
濃３丁目２８番
８号

一般貨物自動車運送
事業の事業停止（３
０日間）

貨物自動車運送事業
法第２７条第１項

令和５年１月３１日及び令和５年３月２３日、その他事故、法令違
反、事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。１件の違反が認め
られた。（１）名義貸し（貨物自動車運送事業法第２７条第１項）

30 30

貨物 2023 8 24

有限会社北見引越梱包セ
ンター（法人番号３４６
０３０２０００５３３）
代表者西垣内義章

北海道北見市田端町２
９番地の３１

本社営業所
北海道北見市東
相内町６８番地
２

輸送施設の使用停止
（３０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項第１
号、法第１７条第１
項第２号、法第１７
条第４項

令和５年３月１４日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を
端緒として監査を実施。８件の違反が認められた。（１）乗務時間等
の基準の遵守義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安
全規則」）第３条第４項）、（２）定期点検整備の実施義務違反（安
全規則第３条の２）、（３）運転者台帳の記載事項義務違反（安全規
則第９条の５第１項）、（４）運転者に対する指導監督義務違反（安
全規則第１０条第１項）、（５）運転者に対する指導監督の記録事項
義務違反（安全規則第１０条第１項）、（６）特定運転者に対する特
別な指導義務違反（安全規則第１０条第２項）、（７）特定運転者に
対する適性診断受診義務違反（安全規則第１０条第２項）、（８）運
行管理者の講習受講義務違反（安全規則第２３条第１項）

3 3

貨物 2023 8 24

富良野通運株式会社（法
人番号９４５０００１０
０６４９６） 代表者永
吉大介

北海道富良野市朝日町
１３－６

札幌営業所
北海道札幌市東
区東雁来４条１
丁目７６－１９

輸送施設の使用停止
（４０日車）

貨物自動車運送事業
法第２５条第２項

令和５年５月２３日、関係機関からの情報を端緒として監査を実施。
１件の違反が認められた。（１）貨物自動車運送事業法行為を行う自
家用貨物自動車の利用（貨物自動車運送事業法第２５条第２項）

4 4

貨物 2023 8 24

北海道北港運輸株式会社
（法人番号３４３０００
１０４４００９） 代表
者山田圭一

北海道千歳市泉沢１０
０７－９２

奈井江営業
所

北海道空知郡奈
井江町字奈井江
７７６

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第９条第１項

令和５年５月２５日、関係機関からの情報を端緒として監査を実施。
１件の違反が認められた。（１）事業計画変更認可義務違反［各営業
所に配置する事業用自動車の種別ごとの数］（貨物自動車運送事業法
施行規則第２条第１項第３号）

1 1

貨物 2023 8 24

大斗運輸株式会社（法人
番号３４３０００１００
９４８１） 代表者中村
潤

北海道札幌市白石区流
通センター５－２－３
３

本社営業所

北海道札幌市白
石区流通セン
ター５－２－３
３

輸送施設の使用停止
（２０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項第１
号、法第１７条第１
項第２号、法第１７
条第４項

令和５年５月３０日及び令和５年７月５日、その他事故、法令違反、
事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。８件の違反が認められ
た。（１）乗務時間等の基準の遵守義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、（２）日常点検の
実施義務違反（安全規則第３条の２）、（３）整備管理者の研修受講
義務違反（安全規則第３条の４）、（４）点呼の記録事項義務違反
（安全規則第７条第５項）、（５）運転者台帳の記載事項義務違反
（安全規則第９条の５第１項）、（６）運転者に対する指導監督義務
違反（安全規則第１０条第１項）、（７）運転者に対する指導監督の
記録保存義務違反（安全規則第１０条第１項）、（８）特定運転者に
対する適性診断受診義務違反（安全規則第１０条第２項）

2 2

乗合バス 2023 8 24

千歳相互観光バス株式会
社（法人番号７４３００
０１０４３７９９） 代
表者沼田聖

北海道千歳市里美２丁
目１－５

本社営業所
北海道千歳市里
美２丁目１－５

文書警告
道路運送法第２７条
第３項

令和５年４月２４日及び令和５年６月２３日、その他事故、法令違
反、事件、苦情等の状況を端緒として監査を実施。２件の違反が認め
られた。（１）点呼の記録事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規
則（以下「運輸規則」）第２４条第５項）、（２）乗務員台帳の記載
事項義務違反（運輸規則第３７条第１項）

0 0

乗合バス 2023 8 24

阿寒バス株式会社（法人
番号８４６０００１００
００７８） 代表者香川
眞廣

北海道釧路市愛国１９
１番地２０８号

標津営業所
北海道標津郡標
津町北３条西１
丁目１番地３号

文書警告及び文書勧
告

道路運送法第２７条
第３項、道路運送法
施行規則第６６条第
１項第６号

令和５年５月２３日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を
端緒として監査を実施。６件の違反が認められた。（１）点呼の記録
事項義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第
２４条第５項）、（２）運転基準図の記載事項義務違反（運輸規則第
２７条第１項）、（３）運行表の記載事項義務違反（運輸規則第２７
条第２項）、（４）乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第３７
条第１項）、（５）運転者に対する指導監督義務違反（運輸規則第３
８条第１項）、（６）届出義務違反［休憩、仮眠又は睡眠のための施
設の変更］（道路運送法施行規則第６６条第１項）

0 0

乗合バス 2023 8 24

北海道バス株式会社（法
人番号９４３０００１０
２１４５６） 代表者西
村晴成

北海道札幌市清田区真
栄１条２丁目３３番１
０号

函館営業所
北海道函館市上
湯川町３７７番
２号

文書警告
道道路運送法第２７
条第３項

令和５年７月１９日、事業規模拡大を端緒として監査を実施。４件の
違反が認められた。（１）点呼の記録事項義務違反（旅客自動車運送
事業運輸規則（以下「運輸規則」）第２４条第５項）、（２）事故の
記録事項義務違反（運輸規則第２６条の２）、（３）運転者に対する
指導監督義務違反（運輸規則第３８条第１項）、（４）運転者に対す
る指導監督の記録義務違反（運輸規則第３８条第１項）

0 0

貨物 2023 8 2

有限会社 第一ｷｬﾘｰ（法
人番号
6011802014949） 代
表者岡田正明

東京都足立区加賀2丁目
10番6号

宮城営業所
宮城県白石市福
岡深谷字梅ﾉ木30

輸送施設の使用停止
（100日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第1号、法第
17条第4項

令和5年1月16日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、6件の違
反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第3条第4項）、（2）点呼の実施
義務違反【一部実施不適切】（安全規則第7条第1項）、（3）点呼の実
施義務違反【未実施計50件以上】（安全規則第7条第1項、第2項）、
（4）点呼の記録義務違反【一部記録なし】（安全規則第7条第5項）、
（5）点呼の記録義務違反【記録の改ざん･不実記載】（安全規則第7条
第5項）（6）運転者の指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）

10 10



貨物 2023 8 23

株式会社 仙台丸井運輸
（法人番号
8370001004518） 代
表者菊地典雄

宮城県仙台市宮城野区
宮千代1丁目15番地の1

亘理営業所
宮城県亘理郡亘
理町逢隈中泉字
本木46

文書警告 法第17条第4項
令和5年7月13日、公安委員会の通知を端緒として監査を実施した結
果、1件の違反が認められた｡（1）運転者に対する指導監督義務違反
（安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2023 8 24

株式会社 ﾌｼﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ
（法人番号
4420001002429） 代
表者藤木肇

青森県青森市沖館4丁目
4番52号

本社営業所
青森県青森市沖
館4丁目4-52

輸送施設の使用停止
（20日車）

法第8条第1項、法第
17条第4項

令和5年1月26日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、2件の違
反が認められた｡（1）営業所又は荷扱い所の名称、位置の変更違反
（貨物自動車運送事業施行規則（以下｢施行規則｣）第2条第1項第2
号）、（2）運転者の指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）

2 2

貨物 2023 8 30

有限会社 平安輸送（法
人番号
1400002007415） 代
表者岩渕常男

岩手県西磐井郡平泉町
平泉字宿41番地16

本社営業所
岩手県西磐井郡
平泉町平泉字宿
41番地16

輸送施設の使用停止
（30日車）及び文書
警告

法第17条第1項第1
号、法第17条第4項

令和5年2月7日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、2件の違
反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反（安全規則第3条第
4項）、（2）運転者の指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）

3 3

貨物 2023 8 31
ﾏｲｽﾀｰ 株式会社（法人
番号2030001097163）
代表者遠藤貴司

福島県須賀川市仁井田
字万開152番地1

ﾏｲｽﾀｰ株式
会社第三事
業所

福島県岩瀬郡鏡
石町中央210 ｾｿﾞ
ﾝﾊｲﾂA102号室

輸送施設の使用停止
（60日車）及び文書
警告

法第17条第1項第1
号、法第17条第1項
第2号、法第17条第
4項

令和4年10月18日及び11月8日、酒気帯び運転を端緒として監査を実施
した結果、6件の違反が認められた｡（1）乗務時間等の基準の遵守違反
【未遵守計16件以上】（安全規則第3条第4項）、（2）乗務時間等の基
準の遵守違反【乗務時間等告示なお書きの遵守違反】（安全規則第3条
第4項）、（3）整備管理者の研修受講義務違反（安全規則第3条の
4）、（4）運行指示書の作成義務違反（安全規則第9条の3第1項）、
（5）運転者の指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）、（6）運転
者の指導監督記録義務違反（安全規則第10条第1項）

6 6

貨物 2023 8 8
株式会社一城（法人番号
6100001000264） 代
表者小林義達

長野県長野市大町739－
8

南部営業所
長野県長野市真
島町真島1507－1

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第1項

令和5年3月8日、監査実施。2件の違反が認められた。（1）運行指示書
の作成義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第9条の3第1項）（2）運行指示書の記載不備（安全規則第9条の
3第1項～第3項）

0 0

貨物 2023 8 1

有限会社トラスティ（法
人番号
8030002121032）代表
者：木村康之

埼玉県入間市宮寺４２
５５

本社
埼玉県入間市宮
寺４２５５

事業停止（30日
間）、輸送施設の使
用停止（160日車）

貨物自動車運送事業
法第27条第1項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和4年3
月15日及び同年3月29日、監査を実施。12件の違反が認められた。(1)
乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下
「安全規則」）第3条第4項）、(2)点呼の実施義務違反等（安全規則第
7条）、(3)運行記録計による記録義務違反（安全規則第9条）、(4)運転
者に対する指導監督違反等（安全規則第10条第1項）、(5)初任運転者
に対する指導監督違反（安全規則第10条第2項）、(6)初任運転者に対
する適性診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）、(7)定期点検整
備の実施違反（安全規則第3条の3、道路運送車両法第48条）、(8)整備
管理者の研修受講義務違反（安全規則第3条の5）、(9)名義貸し（貨物
自動車運送事業法第27条第1項）、(10)事業計画の変更認可違反（貨物
自動車運送事業法第9条第1項）、(11)事業の適確な遂行に係る遵守事
項のうち社会保険等に未加入のもの（貨物自動車運送事業法第24条の
4）、(12)自動車に関する表示義務違反（道路運送法第95条）

46 46

貨物 2023 8 1
箕輪運輸株式会社（法人
番号1020002022568）
代表者：茂呂信哉

神奈川県横浜市中区山
下町２７９山下埠頭ビ
ル３０７

本社

神奈川県横浜市
中区山下町２７
９山下埠頭ビル
３０７

輸送施設の使用停止
（100日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年9月8日及び同年
11月1日、監査を実施。8件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の
遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3
条第4項）、(2)疾病のおそれのある乗務（安全規則第3条第6項）、(3)
点呼の実施義務違反等（安全規則第7条）、(4)運行記録計による記録義
務違反（安全規則第9条）、(5)運転者に対する指導監督違反（安全規則
第10条第1項）、(6)初任運転者に対する適性診断受診義務違反（安全
規則第10条第2項）、(7)定期点検整備の実施違反（安全規則第3条の
3、道路運送車両法第48条）、(8)事業計画の変更認可違反（貨物自動
車運送事業法第9条第1項）

10 10

貨物 2023 8 1

群馬運輸倉庫株式会社
（法人番号
2070001022415）代表
者：坂本智宏

群馬県太田市矢田堀町
２８１－１

本社
群馬県太田市矢
田堀町２８１－
１

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年7月19日及び同
年9月13日、監査を実施。4件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示
の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）
第3条第4項）、(2)点呼の実施義務違反等（安全規則第7条）、(3)運転
者に対する指導監督違反（安全規則第10条第1項）、(4)運行管理者の
講習受講義務違反（安全規則第23条第1項）

4 4

貨物 2023 8 1
広栄運輸株式会社（法人
番号5020001140870）
代表者：樋田慎吾

神奈川県横浜市鶴見区
平安町１－４６－１

本社
神奈川県横浜市
鶴見区平安町１
－４６－１

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

道路交通法違反の疑いがある旨の公安委員会からの通知を端緒とし
て、令和5年4月12日、監査を実施。2件の違反が認められた。(1)乗務
時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安
全規則」）第3条第4項）、(2)運転者に対する指導監督違反（安全規則
第10条第1項）

0 0

貨物 2023 8 1

株式会社弥生京極社（法
人番号
4020001019067）代表
者：佐佐木陽太

神奈川県横浜市鶴見区
小野町４５

本社
神奈川県横浜市
鶴見区小野町４
５

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

労働局からの通報を端緒として、令和5年5月23日、監査を実施。2件の
違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運
送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第10条第1項）、(2)定期点
検整備の実施違反（安全規則第3条の3、道路運送車両法第48条）

0 0

貨物 2023 8 8

有限会社アロートランス
ポート（法人番号
3010802000846）代表
者：小知和憲二

神奈川県横須賀市武２
－６－５

本社
神奈川県横須賀
市武２－６－５

輸送施設の使用停止
（60日車）、輸送の
安全確保命令

貨物自動車運送事業
法第23条

令和5年3月28日に輸送の安全確保命令をしたところ、命令違反が認め
られた。(1)輸送の安全確保の命令違反（貨物自動車運送事業法第23
条）

34 6

貨物 2023 8 8
関口運輸有限会社（法人
番号6060002040058）
代表者：関口一夫

栃木県佐野市豊代町５
８０

本社
栃木県佐野市豊
代町５８０

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年10月18日、監査
を実施。2件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、(2)
点呼の実施義務違反（安全規則第7条）

3 3

貨物 2023 8 8

株式会社北関東啓和運輸
（法人番号
9070001020016）代表
者：大纒明典

群馬県伊勢崎市柴町１
７０７

大泉
群馬県邑楽郡大
泉町仙石３－３
０－２

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和4年10
月25日、監査を実施。2件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の
遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3
条第4項）、(2)運転者に対する指導監督違反（安全規則第10条第1項）

1 1

貨物 2023 8 8

株式会社エスユーロジ
（法人番号
2030001072505）代表
者：清水英次

埼玉県志木市上宗岡２
－１４－６

北関東事業
所

茨城県古河市中
田２３５９

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

公安委員会からの通知を端緒として、令和5年6月6日及び同年6月16
日、監査を実施。2件の違反が認められた。(1)点呼の実施義務違反等
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第7条）、(2)
運転者に対する指導監督記録の記載事項違反（安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2023 8 17

有限会社栃木北部運送
（法人番号
7060002024159）代表
者：後藤裕樹

栃木県那須塩原市東関
根１２３

下野原
栃木県那須塩原
市東関根字小林
１－２

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

労働局からの通報を端緒として、令和5年7月7日、監査を実施。3件の
違反が認められた。(1)疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第6項）、(2)運転者に対する
指導監督違反（安全規則第10条第1項）、(3)定期点検整備の実施違反
（安全規則第3条の3、道路運送車両法第48条）

0 0



貨物 2023 8 22
群馬運輸有限会社（法人
番号4070002018807）
代表者：竹内元樹

群馬県伊勢崎市茂呂南
町４５９１

本社
群馬県伊勢崎市
長沼町１５１４
－１

輸送施設の使用停止
（245日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の3

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年10月5日、監査
を実施。10件の違反が認められた。(1)疾病のおそれのある乗務（貨物
自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第6項）、(2)
点呼の実施義務違反（安全規則第7条）、(3)乗務等の記録義務違反（安
全規則第8条）、(4)乗務等記録の記載事項違反（安全規則第8条）、(5)
運行記録計による記録義務違反（安全規則第9条）、(6)運転者に対する
指導監督違反（安全規則第10条第1項）、(7)高齢運転者に対する指導
監督違反（安全規則第10条第2項）、(8)高齢運転者に対する適性診断
受診義務違反（安全規則第10条第2項）、(9)定期点検整備の実施違反
（安全規則第3条の3、道路運送車両法第48条）、(10)事業の適確な遂
行に係る遵守事項のうち社会保険等に未加入のもの（貨物自動車運送
事業法第24条の4）

25 25

貨物 2023 8 22

トーリク群馬株式会社
（法人番号
3070001022785）代表
者：武田幸子

群馬県太田市岩松町５
９３－１

本社
群馬県太田市岩
松町５９３ー１

輸送施設の使用停止
（90日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の3

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年9月26日、監査
を実施。9件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、(2)
点呼の実施義務違反（安全規則第7条）、(3)乗務等記録の記載事項違反
（安全規則第8条）、(4)運行記録計による記録義務違反（安全規則第9
条）、(5)運行指示書の作成義務違反（安全規則第9条の3）、(6)定期点
検整備の実施違反（安全規則第3条の3、道路運送車両法第48条）、(7)
整備管理者の変更届出違反（安全規則第3条の3、道路運送車両法第52
条）、(8)運行管理者の解任届出違反（安全規則第19条）、(9)事業計画
の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）

9 9

貨物 2023 8 22

松崎梱包運輸株式会社
（法人番号
2010601020914）代表
者：先崎宣男

東京都墨田区立花５－
１５－１

本社
東京都墨田区立
花５－１５－１

輸送施設の使用停止
（90日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年9月28日及び同
年11月7日、監査を実施。11件の違反が認められた。(1)疾病のおそれ
のある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）
第3条第6項）、(2)点呼の実施義務違反等（安全規則第7条）、(3)乗務
等記録の記載事項違反（安全規則第8条）、(4)運行記録計による記録義
務違反（安全規則第9条）、(5)運転者に対する指導監督違反等（安全規
則第10条第1項）、(6)初任運転者に対する指導監督違反（安全規則第
10条第2項）、(7)初任運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規
則第10条第2項）、(8)運行管理者に対する指導及び監督違反（安全規
則第22条）、(9)運行管理補助者の要件違反（安全規則第18条第3
項）、(10)事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1
項）、(11)事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3
項）

9 9

貨物 2023 8 22
三成工業株式会社（法人
番号8011601002649）
代表者：橋本賢一

東京都練馬区富士見台
４－２９－８

本社
東京都練馬区富
士見台４－２９
－８

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

過積載運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和5年
1月26日、監査を実施。1件の違反が認められた。(1)過積載運送（貨物
自動車運送事業法第17条第3項）

9 4

貨物 2023 8 22

株式会社丸輝ライン（法
人番号
1030001073371）代表
者：丸重恒二

埼玉県川口市大字里３
８５

本社
埼玉県川口市大
字里３８５

輸送施設の使用停止
（100日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和4年10
月12日及び同年11月2日、監査を実施。10件の違反が認められた。(1)
乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下
「安全規則」）第3条第4項）、(2)疾病のおそれのある乗務（安全規則
第3条第6項）、(3)点呼の実施義務違反等（安全規則第7条）、(4)運行
記録計による記録義務違反（安全規則第9条）、(5)運転者に対する指導
監督違反等（安全規則第10条第1項）、(6)初任運転者に対する指導監
督違反（安全規則第10条第2項）、(7)初任運転者に対する適性診断受
診義務違反（安全規則第10条第2項）、(8)整備管理者の研修受講義務
違反（安全規則第3条の5）、(9)事業計画の変更認可違反（貨物自動車
運送事業法第9条第1項）、(10)事業計画事前届出違反（貨物自動車運
送事業法第9条第3項）

10 10

貨物 2023 8 22
株式会社システム（法人
番号6030001068813）
代表者：佐々木昭雄

埼玉県坂戸市大字善能
寺３８７－３

栃木
栃木県矢板市木
幡１７１－１

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年10月12日、監査
を実施。2件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、(2)
点呼の実施義務違反（安全規則第7条）

1 1

貨物 2023 8 29
株式会社金宝堂（法人番
号3040001071182）代
表者：仲村和明

千葉県野田市中野台４
４０－８

株式会社金
宝堂

千葉県野田市中
野台４４０－８

輸送施設の使用停止
（250日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第5項

救護措置義務違反があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、
令和4年8月17日及び同年9月16日、監査を実施。11件の違反が認めら
れた。(1)乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則（以下「安全規則」）第3条第4項）、(2)疾病のおそれのある乗務
（安全規則第3条第6項）、(3)点呼の実施義務違反等（安全規則第7
条）、(4)点呼記録の改ざん（安全規則第7条第5項）、(5)乗務等記録の
記載事項違反（安全規則第8条）、(6)乗務等記録の改ざん（安全規則第
8条）、(7)運転者台帳の作成義務違反（安全規則第9条の5第1項）、(8)
運転者に対する指導監督違反等（安全規則第10条第1項）、(9)運行管
理者に対する指導及び監督違反（安全規則第22条）、(10)事故の未報
告（貨物自動車運送事業法第24条）、(11)事業計画の変更認可違反
（貨物自動車運送事業法第9条第1項）

25 25

貨物 2023 8 29
株式会社栄鈴（法人番号
9060001012559）代表
者：鈴木祐太

栃木県那須塩原市鍋掛
１４７５－４１１

本社
栃木県那須塩原
市鍋掛１４７５
－４１１

輸送施設の使用停止
（100日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年9月29日及び同
年10月14日、監査を実施。10件の違反が認められた。(1)乗務時間等告
示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）、(2)点呼の実施義務違反（安全規則第7条）、(3)
乗務等記録の記載事項違反（安全規則第8条）、(4)運行指示書の作成義
務違反（安全規則第9条の3）、(5)運転者に対する指導監督違反等（安
全規則第10条第1項）、(6)事故惹起運転者に対する指導監督違反（安
全規則第10条第2項）、(7)事故惹起運転者に対する適性診断受診義務
違反（安全規則第10条第2項）、(8)定期点検整備の実施違反（安全規
則第3条の3、道路運送車両法第48条）、(9)整備管理者の研修受講義務
違反（安全規則第3条の5）、(10)事業計画の変更認可違反（貨物自動
車運送事業法第9条第1項）

10 10

貨物 2023 8 29

東京アンデス物流株式会
社（法人番号
1020001054042）代表
者：若林文和

神奈川県横浜市港北区
新羽町１２２１

横浜
神奈川県横浜市
港北区新羽町１
２２３

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年10月18日、監査
を実施。10件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、
(2)疾病のおそれのある乗務（安全規則第3条第6項）、(3)点呼の実施義
務違反等（安全規則第7条）、(4)乗務等記録の記載事項違反（安全規則
第8条）、(5)運行記録計による記録義務違反（安全規則第9条）、(6)運
行指示書の作成義務違反（安全規則第9条の3）、(7)運転者に対する指
導監督違反等（安全規則第10条第1項）、(8)初任運転者に対する適性
診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）、(9)運行管理者の講習受
講義務違反（安全規則第23条第1項）、(10)運行管理補助者の要件違反
（安全規則第18条第3項）

6 6



貨物 2023 8 29

株式会社グローバルイノ
ベーション（法人番号
1030001125288）代表
者：奥田京子

埼玉県朝霞市仲町１－
６－３２

本社
埼玉県朝霞市仲
町１－６－３２

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

救護措置義務違反があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、
令和4年9月2日及び同年9月9日、監査を実施。7件の違反が認められ
た。(1)乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
（以下「安全規則」）第3条第4項）、(2)点呼記録の記載事項違反（安
全規則第7条第5項）、(3)乗務等記録の記載事項違反（安全規則第8
条）、(4)運行記録計による記録義務違反（安全規則第9条）、(5)運転
者に対する指導監督違反等（安全規則第10条第1項）、(6)定期点検整
備の実施違反（安全規則第3条の3、道路運送車両法第48条）、(7)報告
義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

4 4

貨物 2023 8 29
株式会社ＮＫＳ（法人番
号9070001025799）代
表者：塩浦和平

群馬県佐波郡玉村町飯
塚２７７－６

本社
群馬県佐波郡玉
村町大字飯塚２
７７－６

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年11月4日、監査
を実施。3件の違反が認められた。(1)疾病のおそれのある乗務（貨物自
動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第6項）、(2)高
齢運転者に対する指導監督違反（安全規則第10条第2項）、(3)高齢運
転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）

3 3

貨物 2023 8 29
株式会社松本土木（法人
番号6010901011394）
代表者：高田健司

東京都世田谷区玉堤１
－２１－１９

本社
東京都世田谷区
玉堤１－２１－
１９

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

過積載運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和5年
4月21日、監査を実施。1件の違反が認められた。(1)過積載運送（貨物
自動車運送事業法第17条第3項）

3 3

貨物 2023 8 29

シグマベンディングサー
ビス株式会社（法人番号
7030001004180）代表
者：平澤繁樹

埼玉県さいたま市大宮
区桜木町１丁目９－１

高崎
群馬県高崎市八
幡町２２７

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

労働局からの通報を端緒として、令和5年7月19日、監査を実施。1件の
違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

タクシー 2023 8 1

秩父ハイヤー株式会社
（法人番号
7030001090849） 代
表者 髙岸 浩二

埼玉県秩父市上野町2-8 本社営業所
埼玉県秩父市上
野町2-8

輸送施設の使用停止
（20日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和4年10月5日、法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として監査を
実施。4件の違反が認められた。(1)健康状態の把握義務違反(旅客自動
車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第21条第5項)､(2)運転者に対する
指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(3)高齢運転者に対する告示
で定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､(4)高齢運転者に
対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)

2 2

タクシー 2023 8 1

栗橋構内野本タクシー有
限会社 （法人番号
6030002039342） 代
表者 野本 雄三

埼玉県久喜市栗橋北1-
1-6

本社営業所
埼玉県久喜市栗
橋北1-1-6

輸送施設の使用停止
（180日車）

道路運送車両法第48
条

令和4年9月16日、法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として監査を
実施。5件の違反が認められた。(1)健康状態の把握義務違反(旅客自動
車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第21条第5項)､(2)運転者に対する
指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(3)高齢運転者に対する告示
で定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､(4)高齢運転者に
対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)､(5)定期点検整備
の未実施(道路運送車両法第48条)

18 18

タクシー 2023 8 1

明治タクシー有限会社
（法人番号
9030002050016） 代
表者 影山 章

埼玉県三郷市栄3-401 本社営業所
埼玉県三郷市栄
3-401

輸送施設の使用停止
（20日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第2
項

令和4年9月15日、法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として監査を
実施。3件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反
(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第38条第1項)､(2)高齢運
転者に対する告示で定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2
項)､(3)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2
項)

2 2

タクシー 2023 8 1

ニュートン株式会社（法
人番号
1010901046718） 代
表者 佐藤 正晃

東京都世田谷区喜多見
8-7-3 ボヌール4階

本社営業所
東京都世田谷区
喜多見8-7-3 ボ
ヌール4階

輸送施設の使用停止
（10日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第48条の4
第1項

令和4年10月21日、新規許可を受けたことを端緒として監査を実施。1
件の違反が認められた。(1)運行管理者の講習受講義務違反(旅客自動車
運送事業運輸規則第48条の4第1項)

1 1

タクシー 2023 8 1

株式会社平成エンタープ
ライズ（法人番号
5030001048782） 代
表者 田倉 貴弥

埼玉県志木市本町5-22-
26

空港営業所
東京都大田区大
森南4-10-18

輸送施設の使用停止
（10日車）

道路運送法第15条第
3項

令和5年2月2日、令和5年2月3日及び令和5年2月8日、法令違反の疑い
がある旨の情報を端緒として監査を実施。3件の違反が認められた。(1)
事業計画の事前変更届出違反(道路運送法(以下､運送法)第15条第3項)､
(2)運行管理者の解任届出違反(運送法第23条第3項)､(3)運転者に対する
指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

2 1

タクシー 2023 8 1
日栄交通株式会社（法人
番号4030001006353）
代表者 清水 みはる

埼玉県さいたま市南区
文蔵3-6-12

本社営業所
埼玉県さいたま
市南区文蔵3-6-
12

輸送施設の使用停止
（20日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第5
項

令和4年9月28日、法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として監査を
実施。2件の違反が認められた。(1)健康状態の把握義務違反(旅客自動
車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第21条第5項)､(2)運転者に対する
指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)

2 2

タクシー 2023 8 1

京成タクシー船橋株式会
社（法人番号
8040001019367） 代
表者 田中 裕也

千葉県船橋市湊町2-7-7 本社営業所
千葉県船橋市湊
町2-7-7

文書警告
道路運送車両法第48
条

令和5年5月23日及び令和5年6月1日、救護義務違反があった旨公安委員
会からの通知を端緒として監査を実施。1件の違反が認められた。(1)定
期点検整備の未実施(道路運送車両法第48条)

14 0

タクシー 2023 8 1
松葉交通株式会社（法人
番号1030001089582）
代表者 松原 緑

埼玉県飯能市大字岩沢
413-1

本社営業所
埼玉県飯能市大
字岩沢413-1

輸送施設の使用停止
（75日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第5
項

令和4年9月13日、法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として監査を
実施。5件の違反が認められた。(1)健康状態の把握義務違反(旅客自動
車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第21条第5項)､(2)運転者に対する
指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(3)高齢運転者に対する告示
で定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､(4)高齢運転者に
対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)､(5)定期点検整備
の未実施(道路運送車両法第48条)

8 8

タクシー 2023 8 7

株式会社オールジャパン
トラベルサービス（法人
番号5040001045903）
代表者 林 郁凱

千葉県富里市七栄650-
831

本社営業所
千葉県富里市七
栄318-32 ソ
フィア202号室

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第5
項

令和5年3月15日、新規許可を受けたことを端緒として監査を実施。3件
の違反が認められた。(1)健康状態の把握義務違反(旅客自動車運送事業
運輸規則(以下､運輸規則)第21条第5項)､(2)点呼の記録事項義務違反(運
輸規則第24条第5項)､(3)新任運転者に対する指導監督義務違反(運輸規
則第36条第2項)

0 0

タクシー 2023 8 8

株式会社岩井田運送（法
人番号
7011701000933） 代
表者 竹澤 琢磨

東京都江戸川区南葛西
5-9-20

本社営業所
東京都江戸川区
東葛西1-10-7

輸送施設の使用停止
（40日車）

タクシー業務適正化
特別措置法第43条第
2項

令和5年3月22日、法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として調査を
実施。1件の違反が認められた。(1)ﾀｸｼｰ乗車禁止地区における乗車(ﾀｸ
ｼｰ業務適正化特別措置法第43条第2項)

4 4

タクシー 2023 8 8

旅原喜観光有限会社（法
人番号
9040002059519） 代
表者 袁 嘉發

千葉県成田市本城7-39 本社営業所
千葉県成田市本
城7-39

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第24条第5
項

令和5年1月19日及び令和5年2月10日、新規許可を受けたことを端緒と
して監査を実施。2件の違反が認められた。(1)点呼の記録事項義務違反
(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第24条第5項)､(2)乗務記
録の記録事項の不備(運輸規則第25条)

0 0

タクシー 2023 8 15

金港交通第二株式会社
（法人番号
3020001049701） 代
表者 関 進

神奈川県横浜市都筑区
東方町675-1

本社営業所
神奈川県横浜市
都筑区東方町
675-1

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第5
項

令和5年5月18日及び令和5年6月26日、救護義務違反があった旨公安委
員会からの通知を端緒として監査を実施。2件の違反が認められた。(1)
健康状態の把握義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)
第21条第5項)､(2)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第
1項)

0 0

タクシー 2023 8 18

株式会社柏タクシー（法
人番号
4040001065431） 代
表者 坂口 瑛士

千葉県柏市豊四季向中
原712-8

本社営業所
千葉県柏市豊四
季向中原712-40

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和5年4月19日及び令和5年5月17日、法令違反の疑いがある旨の情報
を端緒として監査を実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対する
指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0



タクシー 2023 8 22

株式会社ゴール・イン
ターナショナル（法人番
号6011101033213）
代表者 クリスナハディ
ブディアント

東京都大田区久が原3-
13-4

本社営業所
東京都大田区久
が原3-13-4

輸送施設の使用停止
（165日車）

道路運送車両法第48
条

令和4年9月2日、令和4年10月11日及び令和4年10月12日、新規許可を
受けたことを端緒として監査を実施。15件の違反が認められた。(1)運
賃料金変更認可違反(道路運送法(以下､運送法)第9条の3第1項)､(2)事業
計画の変更認可違反(運送法第15条第1項)､(3)営業区域外運送違反(運送
法第20条)､(4)運行管理者の解任届出違反(運送法第23条第3項)､(5)健康
状態の把握義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第21
条第5項)､(6)点呼の実施等義務違反(運輸規則第24条)､(7)乗務記録の記
録事項の不備(運輸規則第25条)､(8)乗務等の記録義務違反(運輸規則第
25条)､(9)新任運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第36条第2
項)､(10)乗務員台帳の作成義務違反(運輸規則第37条第1項)､(11)運転者
に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(12)初任運転者に対
する告示で定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､(13)初任
運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)､(14)定期
点検整備の未実施(道路運送車両法第48条)､(15)報告義務違反(運送法第
94条第1項)

20 17

タクシー 2023 8 22

大和タクシー有限会社
（法人番号
4011102007762） 代
表者 松戸 光男

東京都新宿区大久保2-
1-3

和光営業所
埼玉県和光市新
倉7-4-55

輸送施設の使用停止
（20日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第2
項

令和4年9月21日及び令和4年9月30日、法令違反の疑いがある旨の情報
を端緒として監査を実施。3件の違反が認められた。(1)運転者に対する
指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第38条
第1項)､(2)高齢運転者に対する告示で定める特別な指導義務違反(運輸
規則第38条第2項)､(3)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸
規則第38条第2項)

2 2

タクシー 2023 8 22
荏原交通株式会社（法人
番号8010701015412）
代表者 磯 珠代

東京都品川区荏原6-12-
12

久ヶ原営業
所

東京都大田区
久ヶ原5-1-22

輸送施設の使用停止
（40日車）

タクシー業務適正化
特別措置法第43条第
2項

令和4年11月24日、法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として調査を
実施。1件の違反が認められた。(1)ﾀｸｼｰ乗車禁止地区における乗車(ﾀｸ
ｼｰ業務適正化特別措置法第43条第2項)

4 4

タクシー 2023 8 29

新和自動車株式会社（法
人番号
1010601003556） 代
表者 坂口 瑛士

東京都江東区亀戸3-51-
10

本社営業所
東京都江東区亀
戸3-51-10

輸送施設の使用停止
（10日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第2
項

令和4年12月6日、法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として監査を
実施。3件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反
(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第38条第1項)､(2)高齢運
転者に対する告示で定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2
項)､(3)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2
項)

1 1

タクシー 2023 8 29
株式会社栄和交通（法人
番号8090001006336）
代表者 原田 孝典

山梨県笛吹市春日居町
別田361-1

山梨市営業
所

山梨県山梨市小
原西935-4

輸送施設の使用停止
（60日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第5
項

令和4年10月18日及び令和4年12月7日、長期間監査未実施であること
を端緒として監査を実施。4件の違反が認められた。(1)健康状態の把握
義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第21条第5項)､
(2)新任運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第36条第2項)､(3)運
転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(4)初任運転者
に対する告示で定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)

6 6

タクシー 2023 8 29

株式会社ハンズ観光（法
人番号
5040001106985） 代
表者 劉 陽

千葉県富里市根木名
1009-37

東京営業所
東京都江戸川区
東葛西6-34-15-
103

輸送施設の使用停止
（20日車）

道路運送法第20条

令和4年12月13日、増車を行ったことを端緒として監査を実施。3件の
違反が認められた。(1)営業区域外運送違反(道路運送法(以下､運送法)
第20条)､(2)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸
規則第38条第1項)､(3)報告義務違反(運送法第94条第1項)

2 2

タクシー 2023 8 29 郷原 勇 東京都町田市 個人 東京都町田市
輸送施設の使用停止
（60日車）

道路運送車両法第58
条第1項

令和4年11月21日、法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として監査を
実施。2件の違反が認められた。(1)乗務記録の記録事項の不備(旅客自
動車運送事業運輸規則第25条)､(2)無車検運行(道路運送車両法第58条第
1項)

6 6

貨物 2023 8 4
岩田運輸株式会社（法人
番号1180001034391)
代表者岩田昌典

愛知県名古屋市中区千
代田4-18-23

三好営業所
愛知県みよし市
三好町東山5番地
39

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

令和5年7月6日、重傷事故を引き起こしたことを端緒として、監査を実
施。2件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)、(2)運転者に対する指導
監督記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)

0 0

貨物 2023 8 9
株式会社ブリッジ（法人
番号7200001030647)
代表者大橋武夫

岐阜県安八郡輪之内町
大藪776番地

本店営業部

岐阜県安八郡輪
之内町大藪字西
ノ寺638番3､638
番6

輸送施設の使用停止
(190日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和4年12月2日､監査方針に基づいて､監査を実施｡12件の違反が認めら
れた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条
第1項第4号)､(2)点呼の実施不適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
7条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第7条第5項)､(4)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第5項)､(5)点呼の記録不実記載(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第5項)､(6)業務の記録記載事項不備(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第8条)､(7)業務の記録不実記載(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第8条)､(8)業務の記録保存義務違反(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第8条)､(9)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第9条)､(10)運行記録計による記録不実記録(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第9条)､(11)運行記録計による記録保存義務
違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(12)運転者等台帳の記載
事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)

19 19

貨物 2023 8 9
株式会社信成（法人番号
2180001046634) 代表
者成瀬茂喜

愛知県名古屋市港区十
一屋2丁目21番地

本社営業所
愛知県名古屋市
港区十一屋2丁目
21番

輸送施設の使用停止
(195日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和5年2月3日及び令和5年3月3日､監査方針に基づいて､監査を実施｡
15件の違反が認められた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運送
事業法施行規則第2条第1項第4号)､(2)乗務時間等基準告示の遵守違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(3)健康診断未受診(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)､(4)無車検運行(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第3条の3)､(5)定期点検未実施(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第3条の3)､(6)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(7)点呼の記録義務違反(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(8)点呼の記録記載事項不備(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(9)業務の記録記載事項不備
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(10)運行記録計による記録義
務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(11)運行指示書の作成
義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)､(12)運転者
等台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第
1項)､(13)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第1項)､(14)運行管理者の解任届出違反(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第19条)､(15)事業報告書及び事業実績報告書未提出(貨
物自動車運送事業法第60条第1項)

20 20



貨物 2023 8 9

株式会社サンデリバリー
（法人番号
6130002009896) 代表
者伊倉義将

京都府京都市東山区本
町15-273-1

本社営業所
愛知県安城市三
河安城南町1丁目
20番地2

輸送施設の使用停止
(50日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和5年3月16日及び令和5年4月6日並びに令和5年4月13日､死亡事故を
引き起こしたことを端緒として､監査を実施｡14件の違反が認められた｡
(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
3条第4項)､(2)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条
第6項)､(3)定期点検未実施(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の
3)､(4)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条の5)､(5)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第7条第1項及び第2項)､(6)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第7条第5項)､(7)事故の記録記載事項不備(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第9条の2)､(8)運転者に対する指導監督義務違反(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(9)運転者に対する指導監
督記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(10)運
転者に対する指導監督記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第1項)､(11)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(12)特定の運転者に対する運転適
性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(13)一般
講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)､(14)
運行管理者の解任届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条)

5 5

貨物 2023 8 9
神勢物流有限会社（法人
番号3190002020495)
代表者神田幸雄

三重県四日市市赤堀2丁
目10-3

本社営業所
三重県鈴鹿市下
大久保町字美良
2352

輸送施設の使用停止
(30日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和4年12月5日､監査方針に基づいて､監査を実施｡7件の違反が認めら
れた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条第4項)､(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)､(3)点呼の記録記載事項不備(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(4)業務の記録記載事項不
備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(5)運行指示書の作成義務
違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)､(6)特定の運転
者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項)､(7)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第2項)

3 3

貨物 2023 8 14
尾張陸運株式会社（法人
番号6180002071578)
代表者伊藤敏彦

愛知県尾張旭市下井町
下井2094番地3

名古屋東物
流センター

愛知県日進市藤
島町長塚74番15

輸送施設の使用停止
(65日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第6条第1
項第1号

令和4年10月21日､監査方針に基づいて､監査を実施｡10件の違反が認め
られた｡(1)配置車両数違反(貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項
第1号)､(2)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6
項)､(3)整備管理者の選任変更届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条の3)､(4)定期点検未実施(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3
条の3)､(5)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第3条の5)､(6)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第5項)､(7)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第7条第5項)､(8)業務の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第8条)､(9)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第9条)､(10)運転者等台帳の記載事項等不備(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)

7 7

貨物 2023 8 25
株式会社山運（法人番号
7180001086188) 代表
者山本大輔

愛知県稲沢市井之口大
宮町157番地の2

新本社営業
所

愛知県稲沢市赤
池坂畑町60番1

輸送施設の使用停止
(130日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第3号

令和4年12月8日及び令和4年12月22日､監査方針に基づいて､監査を実
施｡12件の違反が認められた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運
送事業法施行規則第2条第1項第3号)､(2)事業計画の変更認可違反(貨物
自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)､(3)乗務時間等基準告示の
遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(4)整備管理者
の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の5)､(5)点
呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第
2項)､(6)点呼の実施不適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1
項及び第2項)､(7)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条第5項)､(8)業務の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第8条)､(9)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条)､(10)運転者等台帳の記載事項等不備(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(11)特定の運転者に対する指導義
務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(12)特定の運転
者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10
条第2項)監査実施後、本社営業所が廃止されたため、新本社営業所に
対して行政処分を実施。

13 13

貨物 2023 8 29

有限会社山田トランス
ポート（法人番号
8180302010325）代表
者山田弘治

愛知県豊橋市牛川薬師
町31番地

本社営業所
愛知県豊橋市牛
川薬師町31番地

許可の取消し
貨物自動車運送事業
法第32条

所在不明事業者の許可の取消し。(1)事業の無届出、休止・廃止（貨物
自動車運送事業法第32条）

0 0

貨物 2023 8 29
優美興業株式会社（法人
番号9180001123138)
代表者安達亘

愛知県一宮市木曽川町
玉ﾉ井字柳原298番地1

本社営業所
愛知県一宮市木
曽川町玉ﾉ井字柳
原298番地1

輸送施設の使用停止
(130日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和4年9月21日及び令和5年2月15日､重傷事故を引き起こしたことを
端緒として､監査を実施｡14件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準
告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)健康
診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)､(3)整備管理
者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の5)､(4)
点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)
点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5
項)､(6)点呼の記録不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5
項)､(7)業務の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8
条)､(8)業務の記録保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8
条)､(9)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第9条)､(10)運行記録計による記録保存義務違反(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条)､(11)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(12)一般講習受講義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)､(13)運行管理者の選任解任届
出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条)､(14)自動車に関する
表示義務違反(道路運送法施行規則第65条)

13 13

タクシー 2023 8 2
株式会社風（法人番号
3080101006687) 代表
者浅野哲志

静岡県田方郡函南町間
宮686-3

本社営業所
静岡県田方郡函
南町間宮字桑原
田686-3

輸送施設の使用停止
(70日車)及び文書警
告

旅客自動車運送事業
運輸規則第4条第2項

令和5年1月31日、監査方針に基づき、監査を実施。12件の違反が認め
られた。(1)運賃･料金に関する事項の事業用自動車への表示義務違反
(旅客自動車運送事業運輸規則第4条第2項)､(2)健康診断未受診(旅客自
動車運送事業運輸規則第21条第5項)､(3)点呼の実施義務違反(旅客自動
車運送事業運輸規則第24条第1項及び第2項)､(4)点呼の記録記載事項不
備(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)､(5)乗務員等台帳の記載
事項等不備(旅客自動車運送事業運輸規則第37条第1項)､(6)特定の運転
者に対する指導義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)､
(7)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(旅客自動車運送事業運輸
規則第38条第2項)､(8)整備管理者の変更届出違反(旅客自動車運送事業
運輸規則第45条)､(9)整備管理者の研修受講義務違反(旅客自動車運送事
業運輸規則第46条)､(10)補助者の要件違反(旅客自動車運送事業運輸規
則第47条の9第3項)､(11)事業報告書及び輸送実績報告書未提出(道路運
送法第94条第1項)､(12)運転者証の返納等義務違反(ﾀｸｼｰ業務適正化特別
措置法第16条第1項)

7 7



タクシー 2023 8 21

すいせんタクシー株式会
社（法人番号
1210001003327) 代表
者田畑慎三郎

福井県福井市成和1丁目
2606番地

本社営業所
福井県福井市成
和1丁目2606番地

輸送施設の使用停止
(33日車)及び文書警
告

道路運送法第13条

令和5年1月23日、監査方針に基づき、監査を実施。5件の違反が認めら
れた。(1)運送引受義務違反(道路運送法第13条)､(2)乗務時間等基準告
示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項)､(3)点呼の記
録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)､(4)業務等
の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第25条第3項)､(5)乗
務員等台帳の作成､備付義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第37条
第1項)

4 4

タクシー 2023 8 21
宝交通株式会社（法人番
号3180001022171) 代
表者吉村憲雄

愛知県名古屋市熱田区
神宮4丁目7番地27号

上小田井営
業所

愛知県名古屋市
西区二方町35-1

輸送施設の使用停止
(33日車)

道路運送法第13条
令和5年5月16日、監査方針に基づき、監査を実施。1件の違反が認めら
れた。(1)運送引受義務違反(道路運送法第13条)

15 4

タクシー 2023 8 24

昭和タクシー株式会社
（法人番号
5180001006593) 代表
者久野則男

愛知県名古屋市港区川
西通4丁目8番地

土古営業所
愛知県名古屋市
港区川西通4丁目
8番地

輸送施設の使用停止
(130日車)及び文書警
告

道路運送法第13条

令和5年1月30日、監査方針に基づき、監査を実施。8件の違反が認めら
れた。(1)運送引受義務違反(道路運送法第13条)､(2)事業計画の変更認
可違反(道路運送法第15条第1項)､(3)点呼の実施義務違反(旅客自動車運
送事業運輸規則第24条第1項及び第2項)､(4)点呼の記録記載事項不備(旅
客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)､(5)点呼の記録不実記載(旅客
自動車運送事業運輸規則第24条第5項)､(6)業務等の記録記載事項不備
(旅客自動車運送事業運輸規則第25条第3項)､(7)運転者に対する指導監
督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)､(8)運転者等に
対する指導監督記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第38条
第1項)

13 13

貨物 2023 8 1
築野運輸株式会社（法人
番号7170001011015）
代表者築野卓夫

和歌山県伊都郡かつら
ぎ町丁ノ町2501番地の3

本社

和歌山県伊都郡
かつらぎ町大字
丁ノ町2501番地
の3

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

令和5年1月13日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。2件
の違反が認められた。（1）事業計画変更認可違反【自動車車庫の位置
及び収容能力違反】（貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第5
号）、（2）運転者台帳【記載事項等の不備】（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第9条の5第1項）

1 1

貨物 2023 8 2
株式会社千都（法人番号
3150001020913）代表
者三村正和

奈良県香芝市今泉469番
地32

本社
奈良県香芝市今
泉469番地32

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和5年1月17日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。4件の違反
が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の
勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）点呼の記録違
反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、（3）乗務等の記録
違反【記載事項等の不備】（安全規則第8条）、（4）運行指示書【作
成、指示又は携行の義務違反】(安全規則第9条の3第1項～第3項)

3 3

貨物 2023 8 4

丹後西濃運輸株式会社
（法人番号
4130001044038）代表
者澤井吉春

京都府舞鶴市上安1506 舞鶴
京都府舞鶴市字
上安小字薬師
1482-3

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和5年2月3日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。4件
の違反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運
転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）点呼の
実施違反【未実施】（安全規則第7条第1項～第3項）、（3）点呼の記
録違反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、（4）「貨物自
動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の
指針」による運転者に対する指導及び監督違反【一部不適切】（安全
規則第10条第1項）

0 0

貨物 2023 8 4

株式会社グローリー（法
人番号
7130001062458）代表
者髙橋良太

京都府京都市山科区東
野中井ノ上町9番地の38

本社

京都府京都市伏
見区淀生津町674
番、658番、663
番、671番

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和4年10月4日及び同年10月18日、死亡事故を引き起こしたことを端
緒に監査を実施。1件の違反が認められた。（1）「貨物自動車運送事
業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵
守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）

3 3

貨物 2023 8 7

株式会社グランドステー
ジ（法人番号
1130002019289）東山
武士

京都府京都市伏見区久
我石原町9-227

アンテロー
プキャニオ
ン

京都府京都市伏
見区久我石原町
9-227

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和5年1月17日、法令違反の疑いを端緒に監査を実施。2件の違反が認
められた。（1）乗務等の記録違反【記載事項等の不備】（貨物自動車
運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第8条）、（2）運行記録
計による記録違反【記録】（安全規則第9条）

1 1

貨物 2023 8 7
有限会社渡辺建設（法人
番号6140002022980）
代表者渡邊弘輔

兵庫県神戸市垂水区桃
山台5丁目1-2

本社
兵庫県神戸市垂
水区朝谷町519-
160

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和5年6月6日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。7件
の違反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運
転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）点呼の
実施違反【未実施】（安全規則第7条第1項～第3項）、（3）点呼の記
録違反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、（4）乗務等の
記録違反【記録の保存】（安全規則第8条）、（5）運行記録計による
記録違反【記録の保存】（安全規則第9条）、（6）運転者台帳【記載
事項等の不備】（安全規則第9条の5第1項）、（7）「貨物自動車運送
事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」に
よる運転者に対する指導及び監督違反【一部不適切】（安全規則第10
条第1項）

0 0

貨物 2023 8 9

株式会社サカイ引越セン
ター（法人番号
6120101002720）代表
者田島哲康

大阪府堺市堺区石津北
町56

豊中支社
大阪府豊中市服
部寿町3-17-5

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(放
置行為)が過去1年以内に3件に達した。（1）運転者の指導監督義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2023 8 21
播調運輸株式会社（法人
番号6140001060750）
代表者山口正三

兵庫県姫路市野里947 本社
兵庫県姫路市野
里字大日河原
944-1

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和5年6月29日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。3件
の違反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運
転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）点呼の
記録違反（安全規則第7条第5項）、（3）「貨物自動車運送事業者が事
業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者
に対する指導及び監督違反【一部不適切】（安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2023 8 21

JPロジスティクス株式
会社（法人番号
3120901014851）代表
者長谷川実

大阪府大阪市中央区本
町3丁目4番8号

尼崎支店
兵庫県尼崎市西
髙洲町16番19

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和5年7月11日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。1件
の違反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の
運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する特別
な指導及び運転適性診断受診義務違反【運転適正診断受診状況】（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）

0 0

貨物 2023 8 21

株式会社ジェネシス（法
人番号
5120101027685）代表
者井上弘樹

大阪府堺市東区日置莊
原寺町231番地5

滋賀
滋賀県守山市岡
町100番地

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和5年5月30日、死亡事故を引き起こしたことを端緒に監査を実施。1
件の違反が認められた。（1）点呼の記録違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条第5項）

0 0

貨物 2023 8 21

株式会社神戸急配社（法
人番号
5140001011960）代表
者内山克紀

兵庫県神戸市中央区生
田町2丁目2-3

六甲アイラ
ンド

兵庫県神戸市東
灘区向洋町西6丁
目16

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和4年11月11日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。8件の
違反が認められた。（1）疾病、疲労等のおそれのある乗務（貨物自動
車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第6項）、（2）点
呼の実施違反【未実施】（安全規則第7条第1項～第3項）、（3）点呼
の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、（4）乗務
等の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第8条）、（5）運転者
台帳【記載事項等の不備】（安全規則第9条の5第1項）、（6）「貨物
自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督
の指針」（以下「指導監督告示」）による運転者に対する指導及び監
督違反【一部不適切】（安全規則第10条第1項）、（7）指導監督告示
による運転者に対する特別な指導及び運転適性診断受診義務違反【運
転適性診断の受診状況】（安全規則第10条第2項）、（8）運行管理者
の講習受講義務違反（安全規則第23条第1項）

3 3



貨物 2023 8 22
ライフ株式会社（法人番
号2160001003637）代
表者金川海秀

滋賀県大津市におの浜
三丁目4-40

本社
滋賀県大津市に
おの浜三丁目4-
40

事業停止（30日間）
輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第2
号

令和5年1月17日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。事業停止
については、（1）点検整備違反【定期点検整備等の未実施】（貨物自
動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条の3、道路運送
車両法第48条）の1件が認められ、使用停止については、（1）事業計
画変更認可違反【乗務員の休憩・睡眠施設の位置及び収容能力違反】
（貨物自動車運送事業法施行規則（以下「施行規則」）第2条第1項第6
号）、（2）事業計画変更事後届出違反【主たる事務所の名称及び位置
の変更違反】（施行規則第7条第1項第1号）、（3）事業計画変更事後
届出違反【営業所又は荷扱所の名称、位置（利用運送のみに係るもの
及び運輸局長が指定する区域内におけるものに限る。）の変更違反】
（施行規則第7条第1項第2号、第3号）、（4）事業者の氏名、名称、住
所の未届出（施行規則第44条第1項第5号）の4件が認められた。

31 31

貨物 2023 8 24
春日物流株式会社（法人
番号1120001193870）
代表者玉置照雄

大阪府枚方市春日西町2
丁目26番15号

本社
大阪府枚方市春
日西町2丁目26番
15号

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第2
号

令和5年3月7日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。5件の違
反が認められた。（1）点検整備違反【定期点検整備等の未実施】（貨
物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条の3、道路
運送車両法第48条）、（2）点呼の記録違反【記載事項等の不備】（安
全規則第7条第5項）、（3）運転者台帳【記載事項等の不備】（安全規
則第9条の5第1項）、（4）運転者台帳の保存義務違反（安全規則第9条
の5第2項）、（5）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に
対して行う指導及び監督の指針」による運転者に対する指導及び監督
違反【大部分不適切】（安全規則第10条第1項）

1 1

貨物 2023 8 25
株式会社島組（法人番号
5120001049730）代表
者島哲治

大阪府大阪市西淀川区
大野2丁目2番9号

本社
大阪府大阪市西
淀川区大野2丁目
2番9号

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和4年12月8日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。6件の違反
が認められた。（1）（2）点呼の実施違反【未実施】【不適切】（貨
物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第7条第1項～第3
項）、（3）点呼の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5
項）、（4）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して
行う指導及び監督の指針」（以下「指導監督告示」）による運転者に
対する指導及び監督違反【一部不適切】（安全規則第10条第1項）、
（5）指導監督告示による運転者に対する特別な指導及び運転適性診断
受診義務違反【運転適性診断の受診状況】（安全規則第10条第2項）、
（6）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

0 0

貨物 2023 8 25

株式会社レトリバー（法
人番号
4120101043782）代表
者北村昌久

大阪府泉大津市なぎさ
町6番1号

本社
大阪府泉大津市
なぎさ町6番1

文書警告
貨物自動車運送事業
法第9条第3項前段

令和5年2月2日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。6件の違
反が認められた。（1）事業計画変更事前届出違反【各営業所に配置す
る事業用自動車の種別ごとの数違反】（貨物自動車運送事業法施行規
則第6条第1項第1号）、（2）疾病、疲労等のおそれのある乗務（貨物
自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第6項）、
（3）点呼の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、
（4）乗務等の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第8条）、
（5）運行記録計による記録違反【記録】（安全規則第9条）、（6）
「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及
び監督の指針」による運転者に対する指導及び監督違反【一部不適
切】（安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2023 8 29
株式会社三陸（法人番号
7140001085607）代表
者原竜也

兵庫県南あわじ市八木
大久保722番地の1

本社
兵庫県南あわじ
市八木大久保722
番地の1

輸送施設の使用停止
（30日車)

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和5年3月9日、労働局からの通報を端緒に監査を実施。1件の違反が
認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤
務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（安全規則第3条第4項）

3 3

貨物 2023 8 29

株式会社ミヨシサービス
（法人番号
3140001054953）代表
者三好修一

兵庫県尼崎市大庄西町3
丁目22-9

本社
兵庫県尼崎市大
庄西町3丁目22-9

輸送施設の使用停止
（10日車)

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和5年2月17日、死亡事故を引き起こしたことを端緒に監査を実施。2
件の違反が認められた。（1）運行記録計による記録違反【記録】（貨
物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第9条）、（2）
「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及
び監督の指針」による運転者に対する指導及び監督違反【一部不適
切】（安全規則第10条第1項）

5 1

タクシー 2023 8 8

大バス太平タクシー株式
会社（法人番号
1120001156159）代表
者名蔵謙吾

大阪府守口市金田町4丁
目7番10号

本社
大阪府守口市金
田町4丁目7番10
号

輸送施設の使用停止
（10日車）

道路運送法第27条第
3項

令和5年5月18日、公安委員会からの通報を端緒として監査を実施。1件
の違反が認められた。「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転
者に対して行う指導及び監督の指針」(平成13年国土交通省告示第1676
号。)による運転者に対する指導監督義務違反。（旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1項）

1 1

タクシー 2023 8 17

新京和タクシー株式会社
（法人番号
7130001010499）代表
者隠岐公史

京都府京都市南区吉祥
院蒔絵町23

本社
京都府京都市南
区吉祥院蒔絵町
23

警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数（駐
停車違反）が、過去1年以内に3件に達した。「旅客自動車運送事業者
が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」(平成13年
国土交通省告示第1676号。)による運転者に対する指導監督義務違反。
（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

タクシー 2023 8 17
株式会社文化興産（法人
番号1140002025591）
代表者枝松七郎

兵庫県神戸市兵庫区兵
庫町2丁目1番28号

本社営業所
兵庫県神戸市兵
庫区兵庫町2丁目
1番28号

警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数（そ
の他の道路交通法の違反行為）が、過去1年以内に3件に達した。「旅
客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監
督の指針」(平成13年国土交通省告示第1676号。)による運転者に対す
る指導監督義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

タクシー 2023 8 23
有限会社冨士（法人番号
5150002008402）代表
者大城元一朗）

奈良県磯城郡田原本町
大字阪手491番地の3

本店
奈良県磯城郡田
原本町187番地1
号

輸送施設の使用停止
（115日車）

道路運送法(以下｢
法｣)第15条第1項、
法第15条第4項、法
第23条第3項、法第
27条第3項

令和4年12月9日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。16件の違
反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(法第15条第1項)、(2)事
業計画の事後変更届出違反【主たる事務所の名称･位置又は営業所の名
称】(法第15条第4項)、(3)事業計画の事後変更届出違反【営業所の位置
(営業区域内新設、変更、営業区域内に他の営業所が有する場合の廃
止)】(法第15条第4項)、(4)運行管理者の選任解任届出違反【選任又は
解任の届出に係るもの】(法第23条第3項)、(5)疾病、疲労等のおそれの
ある乗務(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第21条第5
項)、(6)点呼の実施義務違反【未実施】(運輸規則第24条)、(7)点呼の
記録義務違反【記載事項の不備】(運輸規則第24条第5項)、(8)乗務等の
記録義務違反【記録事項の不備】(運輸規則第25条第3項、第4項)、(9)
乗務員台帳の作成、備付け義務違反【作成】(運輸規則第37条第1項)、
(10)乗務員台帳の作成、備付け義務違反【記載事項等の不備】(運輸規
則第37条第1項)、(11)「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転
者に対して行う指導及び監督の指針」(平成13年国土交通省告示第1676
号。)による運転者に対する特別な指導及び適性診断受診義務違反【適
性診断の受診状況】(運輸規則第38条第2項)、(12)点検整備関係義務違
反【定期点検整備等の未実施(道路運送車両法第48条)】(運輸規則第45
条)､(13)補助者の要件違反(運輸規則第47条の9第3項)、(14)運行管理者
の講習(一般講習)受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項)、(15)届出義
務違反【指導主任者の選任届】(運輸規則第68条第1項第3号)、(16)届出
義務違反【指導主任者の転任、退任届】(運輸規則第68条第1項第4号)

12 12

乗合バス 2023 8 29
高槻市（法人番号
4000020272078）代表
者西岡博史

大阪府高槻市桃園町2番
地1号

芝生
大阪府高槻市芝
生町4丁目3番地1
号

輸送施設の使用停止
（30日車）

道路運送法(以下｢
法｣)第13条

令和5年6月1日及び同年6月9日、事業者の報告に基づき調査を実施、1
件の違反が認められた。運送引受義務違反(法第13条)

4 3



タクシー 2023 8 2
曙タクシー株式会社(法
人番号7260001012375)
代表者池本昌樹

岡山県倉敷市児島味野2
丁目2番39号

本社営業所
岡山県倉敷市児
島味野2丁目3792
番地7

輸送施設の使用停止
(80日車)及び文書警
告

道路運送法第27条第
3項

令和4年11月4日及び同年12月16日、情報提供を端緒として監査を実
施。11件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動
車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第21条第1項)、(2)点呼の実施
義務違反（運輸規則第24条第1項及び第2項）、(3)点呼の記録義務違反
(運輸規則第24条第5項)、(4)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条
第5項)、(5)乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第25条第3項及び第4
項）、(6)乗務員台帳の作成義務違反（運輸規則第37条第1項）、(7)乗
務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条第1項）、(8)運転者に
対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)、(9)運転者に対する指
導監督の記録義務違反(運輸規則第38条第1項)、(10)特定の運転者に対
する特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(11)特定の運転者に
対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)

8 8

貨物 2023 8 21

株式会社グローリー（法
人番号
2250001002679）代表
者大久保智子

山口県山口市小郡明治2
丁目12番19-701号

山口営業所
山口県山口市鋳
銭司字鋳銭司団
地北10447-22

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号及び同条第4項

令和5年7月11日及び同年7月27日、酒気帯び運転を端緒として監査を実
施。4件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、(2)乗
務等の記録事項義務違反(安全規則第8条第1項)、(3)運転者台帳の記載
事項義務違反（安全規則第9条の5第1項）、(4)運転者に対する指導監
督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1項)

0 0

貨物 2023 8 23
株式会社隆栄(法人番号
7250001010132) 代表
者望月岳

山口県周南市古泉一丁
目12-16

本社営業所
山口県周南市古
泉一丁目12-16

輸送施設の使用停止
(20日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和4年8月31日及び同年9月26日、酒気帯び運転を端緒として監査を実
施。11件の違反が認められた。(1)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第7条第1項及び第2項)、(2)点呼
の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(3)点呼の記録事項義務違反(安
全規則第7条第5項)、(4)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条第1
項)、(5)運行記録計による記録保存義務違反(安全規則第9条)、(6)運転
者台帳の記載事項義務違反（安全規則第9条の5第1項）、(7)運転者に
対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)、(8)運転者に対する指
導監督の記録義務違反(安全規則第10条第1項)、(9)運転者に対する指導
監督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1項)、(10)特定の運転者に
対する特別な指導義務違反(安全規則第10条第2項)、(11)特定の運転者
に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)

2 2

タクシー 2023 8 28

米子第一交通株式会社
(法人番号
7270001003704) 代表
者荒木浩幸

鳥取県米子市両三柳字
大沢840番地3

本社
鳥取県米子市両
三柳840-3

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和5年8月28日、情報提供を端緒として監査を実施。1件の違反が認め
られた。運転者に対する指導監督義務違反（駐停車違反、放置駐車違
反その他の道路交通法の違反行為に係るもの）（旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1項）

0 0

貨物 2023 8 29
有限会社rikutto.ed(法人
番号7240002041524)
代表者石井由治

広島県福山市南手城町1
丁目16-1

本社営業所
広島県福山市引
野町625-1 メゾ
ン沖浦202

輸送施設の使用停止
(60日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号及び同条第4項

令和5年3月3日及び同年3月24日、酒気帯び運転を端緒として監査を実
施。12件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動
車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)疾病、疲
労等のおそれのある乗務禁止違反(安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実
施義務違反(安全規則第7条第1項、第2項及び第3項)、(4)点呼の記録義
務違反(安全規則第7条第5項)、(5)点呼の記録事項義務違反(安全規則第
7条第5項)、(6)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(7)運行指
示書の記載事項義務違反(安全規則第9条の3第1項及び第2項)、(8)運転
者台帳の記載事項義務違反（安全規則第9条の5第1項）、(9)運転者に
対する指導監督の記録義務違反(安全規則第10条第1項)、(10)運転者に
対する指導監督の記録義務違反(安全規則第10条第1項)、(11)特定の運
転者に対する特別な指導義務違反(安全規則第10条第2項)、(12)特定の
運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)

6 6

タクシー 2023 8 30

有限会社サービスタク
シー(法人番号
9270002000748) 代表
者松浦秀一郎

鳥取県鳥取市栄町211番
地2

本社
鳥取県鳥取市栄
町212番地、212
番地2

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和5年8月30日、情報提供を端緒として監査を実施。1件の違反が認め
られた。運転者に対する指導監督義務違反（駐停車違反、放置駐車違
反その他の道路交通法の違反行為に係るもの）（旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1項）

0 0

貨物 2023 8 3

金栄丸港運株式会社（法
人番号
2500001009789）代表
者渡邊宗平

愛媛県新居浜市多喜浜
六丁目6番23号

本社営業所
愛媛県新居浜市
多喜浜6丁目6番
23号

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号、第4項

令和5年3月3日、利用者等からの苦情等を端緒として監査を実施したと
ころ、5件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が不
適切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度を超え、また所
定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4
項）、(2)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、運転者が一
の運行における最初の勤務を開始してから最後の勤務を終了するまで
の時間が144時間を超えていた者がいたこと（安全規則第3条第4項）、
(3)運転者等に対する点呼が確実になされていなかったこと（安全規則
第7条第1項、第2項、第3項）、(4)運行指示書を作成していなかったこ
と（安全規則第9条の3第1項、第2項、第3項）、(5)事業用自動車の運
行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切で
あったこと（安全規則第10条第1項）

6 6

貨物 2023 8 4
株式会社植西運送（法人
番号5500001004977）
代表者植西丈晴

愛媛県伊予市中山町中
山子43番地2

松山営業所
愛媛県伊予郡砥
部町高尾田92-2

輸送施設の使用停止
（30日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法第9条第1項、第
17条第1項第1号、
第4項

令和4年6月29日、第一当死亡事故を端緒として監査を実施したとこ
ろ、6件の違反が確認された。(1)営業所の位置（運輸局長指定区域外）
について認可を受けていなかったこと（貨物自動車運送事業法施行規
則第2条第1項第2号）、(2)運転者の過労防止に関する措置が不適切で
あり、連続運転時間の限度を超えて乗務していた者があったこと（貨
物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、
(3)運転者等に対する点呼が確実になされていなかったこと（安全規則
第7条第1項、第2項、第3項）、(4)運転者等に対する点呼の実施結果の
記録内容が不適切であったこと（安全規則第7条第5項）、(5)運転者等
の業務について定められた事項の記録が不適切であったこと（安全規
則第8条）、(6)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転
者に対する指導監督の記録に記載すべき事項が不適切であったこと
（安全規則第10条第1項）

3 3

タクシー 2023 8 16

伊予鉄タクシー株式会社
（法人番号
9500001000477）代表
者芳野雅郎

愛媛県松山市竹原2丁目
3-15

本社営業所
愛媛県松山市竹
原2丁目3-15

輸送施設の使用停止
（50日車）

道路運送法第27条第
3項、タクシー業務
適正化特別措置法第
13条

令和5年6月14日、旅客自動車運送事業に関する監査方針に基づき監査
を実施したところ、2件の違反が確認された。(1)事業用自動車の運行の
安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であっ
たこと（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）、(2)登録タク
シー運転者証の表示をしていなかったこと（タクシー業務適正化特別
措置法第13条）

5 5



タクシー 2023 8 28

株式会社三里ハイヤー
（法人番号
5490001009581）代表
者中澤光則

高知県高知市五台山
4999番地

本社営業所
高知県高知市五
台山4987-2、
4999

輸送施設の使用停止
（107日車）、文書警
告

道路運送法第27条第
3項、第29条

令和5年6月5日及び同年同月13日、酒気帯び運転を端緒として監査を実
施したところ、8件の違反が確認された。(1)運転者等に対する点呼が確
実になされていなかったこと（旅客自動車運送事業運輸規則（以下
「運輸規則」）第24条第1項、第2項）、(2)運転者等に対する点呼の記
録簿に不実記載を行っていたこと（運輸規則第24条第5項）、(3)運転
者等の業務について定められた事項の記録が不適切であったこと（運
輸規則第25条第3項、第4項） 、(4)事業用自動車に係る事故の記録内容
が不適切であったこと（運輸規則第26条の２）、(5)乗務員等台帳につ
いて定められた事項の記録が不適切であったこと（運輸規則第37条第1
項）、(6)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に
対する指導監督が不適切であったこと（運輸規則第38条第1項）、(7)
高齢運転者に対して事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守
すべき事項についての特別な指導が不適切であったこと（運輸規則第
38条第2項）、(8)自動車事故報告書の提出をしていなかったこと（道
路運送法第29条）

11 11

乗合バス 2023 8 31
徳島バス株式会社（法人
番号4480001001730）
代表者金原克也

徳島県徳島市出来島本
町1丁目25番地

橘営業所
徳島県阿南市橘
町幸野85番地

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和5年8月25日、不適切運行を端緒として監査を実施したところ、4件
の違反が確認された。(1)従業員に対し、誠実に職務を遂行するように
指導監督することが効果的かつ適切に行われていなかったこと（旅客
自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第2条第3項）、(2)運行
記録計による記録が確実になされていなかったこと（運輸規則第26条
第1項）、(3)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者
に対する指導監督が不適切であったこと（運輸規則第38条第1項）、
(4)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する
指導監督の記録に記載すべき事項が不適切であったこと（運輸規則第
38条第1項）

0 0

貨物 2023 8 1
株式会社戸髙物流（法人
番号8350001009287）
代表者戸髙俊策

宮崎県宮崎市清武町大
字今泉甲3740番地2

本社営業所

宮崎県宮崎市清
武町大字今泉甲
3743番地、3742
番地2

輸送施設の使用停止
（50日車）文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項第1号、
法第17条第4項

令和5年1月11日、監査実施。7件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項)、(2)乗務時間等の基準なお書き違反(安全規則第3条
第4項)、(3)疾病、疲労等のおそれのある乗務(安全規則第3条第6項)、
(4)点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項～第3項)、(5)点呼の記録
事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(6)乗務等の記録事項義務違反(安
全規則第8条)、(7)運行指示書の記載事項義務違反(安全規則第9条の3第
1項～第3項)

5 5

貨物 2023 8 8
有限会社麻貴総業（法人
番号6330002024132）
代表者吉田輝也

熊本県宇城市小川町住
吉1107-2

本社営業所
熊本県宇城市小
川町住吉1107-2-
2

輸送施設の使用停止
（150日車）文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
8条第1項、法第17
条第1項第1号、法第
17条第4項、法第60
条第1項

令和4年12月14日、監査実施。13件の違反が認められた。(1)事業計画
(自動車車庫)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法
（以下「法」）第8条第1項)、(2)事業計画(休憩睡眠施設)に定めるとこ
ろに従う義務違反(法第8条第1項)、(3)乗務時間等の基準の遵守違反(貨
物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項)、(4)
乗務時間等の基準なお書き違反(安全規則第3条第4項)、(5)疾病、疲労
等のおそれのある乗務(安全規則第3条第6項)、(6)点呼の実施義務違反
(安全規則第7条第1項～第3項)、(7)点呼の記録義務違反(安全規則第7条
第5項)、(8)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(9)運行指示
書に係る（作成、指示、携行）義務違反(安全規則第9条の3第1項～第3
項)、(10)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、
(11)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(12)運転者
に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反(安全規則第10条
第1項) 、(13)報告義務違反(貨物自動車運送事業報告規則第2条第1項)

15 15

タクシー 2023 8 25
株式会社藤丸交通（法人
番号9290001059833）
代表者藤野利浩

福岡県福岡市博多区西
月隈4丁目6-7

本社営業所
福岡県福岡市博
多区西月隈4丁目
911

輸送施設の使用停止
（20日車）文書警告

道路運送法（以下
「法」）第23条第3
項、法第27条第3項

令和5年4月12日、監査実施。6件の違反が認められた。(1)運行管理者
の解任未届出違反（道路運送法第23条第3項）、(2)疾病、疲労等のお
それのある乗務（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）
第21条第5項）、(3)乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条
第1項）、(4)運転者に対する指導監督違反（運輸規則第38条第1項）、
(5)特定運転者に対する特別な指導監督違反（運輸規則第38条第2
項）、(6)特定運転者に対する適性診断受診義務違反（運輸規則第38条
第2項）

2 2

貨物 2023 8 31

宏和運輸倉庫株式会社
（法人番号
8130001017254）代表
者安藤正純

京都府京都市下京区大
宮通り塩小路上ル上中
之町32

福岡営業所
福岡県糟屋郡須
恵町大字植木
185-31

輸送施設の使用停止
（50日車）文書警告

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第8
条第1項、法第17条
第1項第1号、法第
17条第4項

令和5年3月8日、監査実施。8件の違反が認められた。(1)事業計画(配
置車両数)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法第8条
第1項)、(2)必要な員数の運転者の確保違反(貨物自動車運送事業輸送安
全規則（以下「安全規則」）第3条第1項)、(3)乗務時間等の基準の遵守
違反(安全規則第3条第4項)、(4)疾病、疲労等のおそれのある乗務(安全
規則第3条第6項)、(5)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項～第3
項)、(6)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(7)運行指示
書に係る（作成、指示、携行）義務違反(安全規則第9条の3第1項～第3
項)、(8)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)

5 5

乗合バス 2023 8 10

株式会社琉球バス交通
（法人番号
4360001005578）代表
者小川吾吉

沖縄県豊見城市字翁長
811番地

豊見城営業
所

沖縄県豊見城市
字翁長811番地

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第1
項

令和5年3月31日、沖縄労働局から通知のあった労働基準法令違反を端
緒とし監査実施。2件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違
反（旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項(2)定期点検整備等の未
実施(道路運送車両法第48条)

0 0

貸切バス 2023 9 26

有限会社ジュニアオート
サービス（法人番号
5011802014215）代表
者田口友貴

東京都足立区一ツ家3-
26-16

千葉営業所
千葉県富里市七
栄526-85

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第７条の２
第１項

令和5年8月4日、定期的な監査を実施。3件の違反が認められた。(1)運
送引受書の記載事項の不備(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規
則｣)第7条の2第1項)､(2)疾病のおそれのある乗務(運輸規則第21条第5
項)､(3)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)

0 0

貸切バス 2023 9 26

ＥＳＫインターナショナ
ル株式会社（法人番号
2120001164805）代表
者中井将文

大阪府大阪市生野区巽
西3-16-45

本社営業所
大阪府大阪市生
野区巽西3-16-45

輸送施設の使用停止
(220日車)

道路運送法(以下｢
法｣)第20条、法第23
条第3項、法第27条
第3項

令和5年5月9日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。11件の違反
が認められた。(1)営業区域外旅客運送(法第20条)、(2)運行管理者の選
任解任届出違反【選任又は解任の届出に係るもの】(法第23条第3項)、
(3)運送引受書の交付義務違反【未交付】(旅客自動車運送事業運輸規則
(以下｢運輸規則｣)第7条の2第1項)、(4)疾病、疲労等のおそれのある乗
務(運輸規則第21条第5項)、(5)点呼の記録義務違反【記録なし又は記録
の保存なし】(運輸規則第24条第5項)、(6)運行記録計による記録義務違
反【記録なし又は記録の保存なし】(運輸規則第26条第1項)、(7)運行指
示書の作成等義務違反【記載事項等の不備】(運輸規則第28条の2第1
項)、(8)｢旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う
指導及び監督の指針｣(平成13年国土交通省告示第1676号。以下｢運転者
に対する指導監督告示｣という。)による運転者に対する指導監督義務違
反(運輸規則第38条第1項)、(9)運転者に対する指導監督告示による運転
者に対する特別な指導及び適性診断受診義務違反【適性診断の受診状
況】(運輸規則第38条第2項)、(10)点検整備関係義務違反【定期点検整
備等の未実施(道路運送車両法第48条)】(運輸規則第45条)、(11)整備管
理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条)

22 22



貸切バス 2023 9 28 仁科道夫
岡山県笠岡市大井南74-
6

今井営業所
岡山県笠岡市今
立19-5

文書警告
道路運送法27条第3
項

令和5年7月14日及び同年9月20日、継続監視の監査対象であることを端
緒として監査を実施。6件の違反が認められた。(1)運送引受書の記載事
項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」第7条の2第
1項)、(2)疾病、疲労等のおそれのある乗務禁止違反（運輸規則第21条
第5項）、(3)点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条第5項）、(4)乗
務等の記録の記録事項義務違反(運輸規則第25条第2項)、(5)運行指示書
の記載事項義務違反（運輸規則第28条の2第1項）、(6)乗務員台帳の作
成義務違反（運輸規則第37条第1項）

0 0

貸切バス 2023 9 29
株式会社すみれ(法人番
号7290801001979)代表
者山内達幸

福岡県北九州市小倉北
区重住3丁目2番20号

福岡営業所
福岡県福岡市東
区和白3丁目1番
17号

文書警告
道路運送法(以下
「法」)第23条第2
項、法第27条第3項

令和5年7月26日、監査実施。3件の違反が認められた。(1)運行管理補
助者の選任（解任）未届出違反（旅客自動車運送事業運輸規則(以下
「運輸規則」)第68条）、(2)運送引受書の記載事項不備違反（運輸規則
第7条の2第1項）、(3)点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条第5
項）

0 0

貸切バス 2023 9 28
株式会社進吾(法人番号
3360001015925)代表者
李政勲

沖縄県豊見城市字与根
西中原214-8

本社営業所
沖縄県豊見城市
字与根西中原
214-8

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第1
項

令和5年8月17日、その他状況等を勘案し監査を実施。(1)乗務時間等告
示の遵守違反（旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項)(2)疾病、疲
労等のおそれのある乗務(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第5項)(3)
運転者に対する指導及び監督に係る記録の作成・保存義務違反(旅客自
動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

貸切バス 2023 10 6

有限会社三豊中央観光バ
ス（法人番号
3470002016242）代表
者高嶋真也

香川県観音寺市池之尻
町1013番地1

本社営業所
香川県観音寺市
池之尻町1013番
地1

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和5年9月19日、監査方針に基づき監査を実施したところ、2件の違反
が確認された。(1)乗務員等台帳について定められた事項の記録が不適
切であったこと（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）
第37条第1項）、(2)運転者等に対する点呼の実施結果の記録内容が不
適切であったこと（運輸規則第24条第5項)

0 0

貸切バス 2023 10 4
結株式会社(法人番号
7360001005229)代表者
源河浩次

沖縄県糸満市字阿波根
234番地1

ゆいバス
沖縄県糸満市字
阿波根234番地1

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第1
項

令和5年8月24日、継続的な監視が必要な事業者であることを端緒に監
査を実施。3件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反（旅
客自動車運送事業運輸規則第21条第1項)(2)疾病、疲労等のおそれのあ
る乗務(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第5項)(3)乗務員台帳の保存
義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第37条第2項)

0 0

貸切バス 2023 10 11

本庄観光株式会社（法人
番号：
4030001060400）代表
者内田佳憲

埼玉県児玉郡美里町大
字阿那志697-4

本社営業所
埼玉県児玉郡美
里町大字阿那志
697-4

輸送施設の使用停止
（100日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第３８条第
２項

令和5年1月20日及び令和5年2月7日、定期的な監査を実施。3件の違反
が認められた。(1)運転者に対する指導監督等義務違反(旅客自動車運送
事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第38条第1項)､(2)高齢運転者に対する特
別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､(3)高齢運転者に対する適性
診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)

16 10

貸切バス 2023 10 17

株式会社エイプラス（法
人番号
1010901019475）代表
者河野一則

東京都世田谷区下馬6-
38-10

本社営業所
東京都世田谷区
下馬6-38-10

輸送施設の使用停止
（80日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第２１条の
２

令和5年4月11日、定期的な監査を実施。4件の違反が認められた。(1)
乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規
則｣)第21条第1項)､(2)運行に関する状況把握体制の整備違反(運輸規則
第21条の2)､(3)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)､(4)運転者
に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)

8 8

貸切バス 2023 10 17

有限会社東翔観光バス
（法人番号
7040002079700）代表
者佐藤力

千葉県香取市八筋川
327-2

本社営業所
千葉県香取市八
筋川327-2

文書警告
道路運送法第３８条
第１項

令和5年8月22日、定期的な監査を実施。1件の違反が認められた。(1)
事業の休廃止の未届出(道路運送法第38条第1項)

0 0

貸切バス 2023 10 17
有限会社綾南交通（法人
番号8470002010950）
代表者村瀨秀則

香川県綾歌郡綾川町滝
宮548番地6

本社営業所
香川県綾歌郡綾
川町羽床下2312
番地1

文書警告
道路運送法第27条第
3項、第94条第1項

令和5年9月5日、監査方針に基づき監査を実施したところ、4件の違反
が確認された。(1)乗務員等台帳について定められた事項の記録が不適
切であったこと（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）
第37条第1項）、(2)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要
な運転者に対する指導監督が不適切であったこと（運輸規則第38条第1
項）、(3)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に
対する指導監督の記録に記載すべき事項が不適切であったこと（運輸
規則第38条第1項）、(4)輸送実績報告書の提出をしていなかったこと
（道路運送法第94条第1項）

4 4

貸切バス 2023 10 13
勝山自動車株式会社(法
人番号1290801000755)
代表者廣石敏文

福岡県北九州市小倉北
区米町1丁目5-15

恒見営業所
福岡県北九州市
門司区恒見町21
番8号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和5年9月5日、監査実施。4件の違反が認められた。(1)運送引受書の
記載事項不備違反（旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第
7条の2第1項）、(2)乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第25条第2
項）、(3)運行指示書の記載事項義務違反（運輸規則第28条の2第1
項）、(4)乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条第1項）

0 0

貨物 2023 9 5

泉車輛輸送株式会社（法
人番号６４６０００１０
００１２１）代表者泉清
隆

北海道釧路市鳥取南６
丁目２番２２号

函館営業所
北海道函館市西
桔梗町８１８ー
４

文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項第１
号、法第１７条第４
項

令和５年８月１日、事業規模拡大を端緒として監査を実施。２件の違
反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、
（２）運転者台帳の記載事項義務違反（安全規則第９条の５第１項）

0 0

貨物 2023 9 26

有限会社松崎商事（法人
番号２４３０００２０５
９９８９）代表者松﨑智
己

北海道白老郡白老町字
竹浦２０７－６

本社営業所
北海道白老郡白
老町字竹浦２０
７－６

輸送施設の使用停止
（９０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項第１
号、法第１７条第４
項

令和４年１０月２０日及び令和５年１月１６日、労働局からの通報等
を端緒として監査を実施。１０件の違反が認められた。（１）乗務時
間等の基準の遵守義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下
「安全規則」）第３条第４項）、（２）疾病・疲労等のおそれのある
乗務（安全規則第３条第６項）、（３）点呼の実施義務違反（安全規
則第７条第１項、第２項、第３項）、（４）事故の記録義務違反（安
全規則第９条の２）、（５）事故の記録事項義務違反（安全規則第９
条の２）、（６）運行指示書の作成、指示又は携行義務違反（安全規
則第９条の３第１項から３項）、（７）運転者台帳の作成義務違反
（安全規則第９条の５第１項）、（８）運転者台帳の記載事項義務違
反（安全規則第９条の５第１項）、（９）運転者に対する指導監督義
務違反（安全規則第１０条第１項）、（１０）特定運転者に対する適
性診断受診義務違反（安全規則第１０条第２項）

9 9

貨物 2023 9 26

洋悦ＴＲＡＦＦＩＣ株式
会社（法人番号８４３０
００１０６１９１６）代
表者澤田功

北海道石狩市新港中央
２丁目７５７番地１６

本社営業所
北海道石狩市新
港中央２丁目７
５７番地１６

輸送施設の使用停止
（９０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
９条第１項、法第１
７条第１項第１号、
法第１７条第１項第
２号、法第１７条第
４項、法第１８条第
３項

令和５年４月２５日、労働局からの通報等を端緒として監査を実施。
１７件の違反が認められた。（１）事業計画変更認可義務違反［自動
車車庫の位置及び収容能力］（貨物自動車運送事業法施行規則第２条
第１項第４号）、（２）乗務時間等の基準の遵守義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、
（３）疾病・疲労等のおそれのある乗務（安全規則第３条第６項）、
（４）整備管理者の選任（変更）届出義務違反（安全規則第３条の
２）、（５）定期点検整備の実施義務違反（安全規則第３条の２）、
（６）点検整備記録簿等の記載義務違反（安全規則第３条の２）、
（７）整備管理者の研修受講義務違反（安全規則第３条の４）、
（８）点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１項、第２項）、
（９）点呼の記録義務違反（安全規則第７条第５項）、（１０）点呼
の記録事項義務違反（安全規則第７条第５項）、（１１）乗務等の記
録事項義務違反（安全規則第８条）、（１２）運転者台帳の作成義務
違反（安全規則第９条の５第１項）、（１３）運転者台帳の記載事項
義務違反（安全規則第９条の５第１項）、（１４）運転者に対する指
導監督義務違反（安全規則第１０条第１項）、（１５）特定運転者に
対する適性診断受診義務違反（安全規則第１０条第２項）、（１６）
運行管理者の講習受講義務違反（安全規則第２３条第１項）、（１
７）運行管理者の選任（解任）届出義務違反（安全規則第１９条）

9 9



貨物 2023 9 26

有限会社エムケートラン
スポーター（法人番号４
４３０００２０５１４８
１）代表者中村誠

北海道夕張郡由仁町川
端８３５番地

本社営業所
北海道夕張郡由
仁町川端８３５
番地

文書警告
貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

令和５年６月１日、関係機関からの情報を端緒として監査を実施。３
件の違反が認められた。（１）点呼の記録事項義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７条第５項）、（２）
事故の記録の保存義務違反（安全規則第９条の２）、（３）特定運転
者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第１０条第２項）

0 0

貨物 2023 9 26

輪島屋鮮冷株式会社（法
人番号１２２０００１０
０７６１６）代表者山形
久之

石川県金沢市神田１丁
目１８番１０号

北海道支店
営業所

北海道北斗市七
重浜８丁目２７
番３８号

輸送施設の使用停止
（３０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項第１
号、法第１７条第４
項

令和５年６月８日、公安委員会からの通報等を端緒として監査を実
施。４件の違反が認められた。（１）乗務時間等の基準の遵守義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第
４項）、（２）点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１項、第２
項、第３項）、（３）点呼の記録義務違反（安全規則第７条第５
項）、（４）運転者に対する指導監督の記録事項義務違反（安全規則
第１０条第１項）

3 3

貨物 2023 9 26

株式会社北海道建商（法
人番号３４３０００１０
３３０７７）代表者金子
利雄

北海道札幌市東区東苗
穂１条２丁目２－５

本社営業所
北海道札幌市東
区東苗穂１条２
丁目２－５

輸送施設の使用停止
（１０日車）

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項第
２号

令和５年７月６日、改善報告不履行を端緒として監査を実施。１件の
違反が認められた。（１）整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第３条の４）

12 1

貨物 2023 9 26

株式会社エスケーホール
ディングス（法人番号６
４３０００１０４０２７
７）代表者佐藤和樹

北海道江別市角山４３
８－４

本社営業所

北海道札幌市東
区北２８条東１
４丁目１番２６
－１０６号

文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
９条第１項、法第１
７条第１項第１号、
法第１７条第４項

令和５年７月２７日、関係機関からの情報を端緒として監査を実施。
７件の違反が認められた。（１）事業計画変更認可義務違反［乗務員
の休憩・睡眠施設の位置及び収容能力］（貨物自動車運送事業法施行
規則第２条第１項第５号）、（２）乗務時間等の基準の遵守義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４
項）、（３）点呼の記録事項義務違反（安全規則第７条第５項）、
（４）乗務等の記録事項義務違反（安全規則第８条）、（５）運行記
録計による記録義務違反（安全規則第９条）、（６）運転者台帳の記
載事項義務違反（安全規則第９条の５第１項）、（７）運転者に対す
る指導監督の記録事項義務違反（安全規則第１０条第１項）

0 0

貨物 2023 9 26

株式会社アクセル（法人
番号５４３０００１０２
４９０９）代表者奥場弘
章

北海道札幌市西区八軒
２条東５丁目６－２３

本社営業所
北海道札幌市西
区発寒１４条３
丁目３－５７

文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項第１
号、法第１７条第４
項、法第１８条第３
項、法第６０条第１
項

令和５年８月３１日、関係機関からの情報を端緒として監査を実施。
６件の違反が認められた。（１）疾病・疲労等のおそれのある乗務
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第６
項）、（２）運転者台帳の記載事項義務違反（安全規則第９条の５第
１項）、（３）運転者に対する指導監督義務違反（安全規則第１０条
第１項）、（４）特定運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規
則第１０条第２項）、（５）運行管理者の選任（解任）届出義務違反
（安全規則第１９条）、（６）報告義務違反（貨物自動車運送事業法
第６０条第１項）

0 0

タクシー 2023 9 26

株式会社アイビーエスリ
ムジン（法人番号９０１
０００１１８１９１２）
代表者東田重勇

東京都港区芝大門２丁
目９－１５

ニセコ営業
所

北海道虻田郡倶
知安町字高砂２
２２－２２

輸送施設の使用停止
（２１０日車）及び
文書警告

道路運送法（以下
「法」）第９条の３
第１項、法第１５条
第１項、法第２７条
第３項、法第３０条
第２項、タクシー業
務適正化特別措置法
（以下「タク特
法」）第３条、タク
特法第１６条第１項

令和５年３月１４日、事業規模拡大を端緒として監査を実施。１５件
の違反が認められた。（１）運賃料金認可、運賃料金変更認可義務違
反（道路運送法（以下「法」）第９条の３第１項）、（２）事業計画
の変更認可義務違反（法第１５条第１項）、（３）疾病・疲労等のお
それのある乗務（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）
第２１条第５項）、（４）点呼の記録事項義務違反（運輸規則第２４
条第５項）、（５）新任運転者に対する指導、監督義務違反（運輸規
則第３６条第２項）、（６）乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規
則第３７条第１項）、（７）乗務員台帳の保存義務違反（運輸規則第
３７条第２項）、（８）運転者に対する指導監督義務違反（運輸規則
第３８条第１項）、（９）運転者に対する特別な指導義務違反（運輸
規則第３８条第２項）、（１０）特定運転者に対する適性診断受診義
務違反（運輸規則第３８条第２項）、（１１）整備管理者の選任（変
更）の届出義務違反（運輸規則第４５条）、（１２）整備管理者の研
修受講義務違反（運輸規則第４６条）、（１３）社会保険加入義務違
反（法第３０条第２項）、（１４）タクシー運転者登録義務違反（タ
クシー業務適正化特別措置法（以下「タク特法」）第３条）、（１
５）運転者証の返納義務違反（タク特法第１６条第１項、第２項）

21 21

タクシー 2023 9 26

ウィズユー観光株式会社
（法人番号７４３０００
１０３７２４８）代表者
林奕峰

北海道北広島市新富町
西３丁目１－３

本社営業所
北海道北広島市
新富町西３丁目
１－３

輸送施設の使用停止
（２０日車）及び文
書警告

道道路運送法第２７
条第３項

令和５年４月１３日、新規許可等を端緒として監査を実施。２件の違
反が認められた。（１）指導要領制定義務違反（旅客自動車運送事業
運輸規則（以下「運輸規則」）第４０条第１項）、（２）１２月点検
整備の実施義務違反（運輸規則第４５条第１号）

2 2

貨物 2023 9 6

有限会社千葉商店運輸
（法人番号
1400602001602）代表
者千葉昌

岩手県奥州市前沢字川ﾉ
畑114番地2

本社営業所
岩手県奥州市前
沢字川ﾉ畑114-2

輸送施設の使用停止
（10日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第1項第2号、法第
17条第4項

令和5年2月16日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、2件の違
反が認められた｡（1）定期点検整備等の未実施（貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第3条の2及び道路運送車両法第48
条）、（2）運転者の指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）

1 1

貨物 2023 9 7
株式会社丸五急送（法人
番号5410001004920）
代表者佐藤利雄

秋田県由利本荘市石脇
字山ﾉ神11番地

本社営業所
秋田県由利本荘
市石脇字山ﾉ神11
番地

文書警告 法第17条第4項

令和5年3月23日及び6月8日、監査方針を端緒として監査を実施した結
果、3件の違反が認められた｡（1）点呼の記録義務違反（安全規則第7
条第5項）、（2）運転者台帳の作成義務違反（安全規則第9条の5第1
項）、（3）運転者の指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2023 9 21

ｹｲﾜｲﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ株式会社
（法人番号
5370001017951）代表
者伊藤京一

宮城県富谷市三ﾉ関坂ﾉ
下119番地3

本社営業所
宮城県富谷市三ﾉ
関坂ﾉ下119番地3

文書警告
法第17条第1項第1
号、法第17条第4項

令和5年9月6日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、2件の違
反が認められた｡（1）乗務時間等基準告示の遵守違反（安全規則第3条
第4項）、（2）運転者の指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2023 9 21

秋田三八五流通株式会社
（法人番号
9410001003233）代表
者幸澤正人

秋田県秋田市土崎港相
染町字西山根1番地

秋田南流通
ｾﾝﾀｰ営業所

秋田県由利本荘
市岩城道川字久
保田18-1

文書警告 法第17条第4項

令和5年3月27日、6月19日及び8月30日、監査方針を端緒として監査を
実施した結果、2件の違反が認められた｡（1）運転者台帳の作成義務違
反（安全規則第9条の5第1項）、（2）運転者の指導監督義務違反（安
全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2023 9 26
ﾕﾀｶ商事有限会社（法人
番号1380002026624）
代表者大津靖子

福島県いわき市植田町
根小屋41番地の4

本社営業所
福島県いわき市
植田町根小屋41-
3、41-4

輸送施設の使用停止
（50日車）及び文書
警告

法第17条第1項第1
号、法第17条第4項

令和5年1月20日及び2月13日、監査方針を端緒として監査を実施した結
果、9件の違反が認められた｡（1）乗務時間等基準告示の遵守違反【未
遵守計5件以下】（安全規則第3条第4項）、（2）乗務時間等基準告示
の遵守違反【乗務時間等告示なお書きの遵守違反】（安全規則第3条第
4項）、（3）運行記録計の記録義務違反（安全規則第9条）、（4）運
行指示書の記録義務違反（安全規則第9条の3第1項）、（5）運転者台
帳の作成義務違反（安全規則第9条の5第1項）、（6）運転者の指導監
督義務違反（安全規則第10条第1項）、（7）死亡事故を惹起した運転
者及び高齢運転者に対する特別な指導義務違反（安全規則第10条第2
項）、（8）死亡事故を惹起した運転者及び高齢運転者に対する運転適
性診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）、（9）運行管理者の講
習受講義務違反（安全規則第23条第1項）

5 5

貨物 2023 9 11
石田運送株式会社（法人
番号3230001009675）
代表者石田恒

富山県射水市流通セン
ター青井谷1丁目7番地2

本社営業所
富山県射水市流
通センター青井
谷1丁目7番地2

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項、同
条第4項

令和5年2月24日、監査実施。4件の違反が認められた。（1）乗務時間
等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）（2）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1～2
項）（3）点呼の記録記載不備（安全規則第7条第5項）（4）運転者に
対する指導監督違反（安全規則第10条第1項）

2 2



貨物 2023 9 12
豊商運輸株式会社（法人
番号5230001004798）
代表者島田誠

富山県中新川郡上市町
放士ヶ瀬新45番地1

本社営業所
富山県中新川郡
上市町放士ヶ瀬
新45番地1

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項、同条第
4項、第24条

令和5年2月3日、監査実施。10件の違反が認められた。（1）乗務時間
等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）（2）1箇月の拘束時間に関する違反（安全規則第3
条第4項）（3）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第3項）（4）点呼
の記録記載不備（安全規則第7条第5項）（5）乗務等の記録記載不備
（安全規則第8条）（6）運行記録計による記録違反（安全規則第9条）
（7）運行指示書の記載不備（安全規則第9条の3第1項～第2項）（8）
運転者に対する指導監督の記録義務違反（安全規則第10条第1項）
（9）運転者に対する指導監督の記録記載不備（安全規則第10条第1
項）（10）自動車事故報告規則に規定する事故の届出違反（法第24
条）

4 4

貨物 2023 9 14
有限会社見附輸送（法人
番号5110002032026）
代表者酒井昭美

新潟県見附市今町6丁目
2039番地1

本社営業所
新潟県見附市今
町6丁目2039番地
1

輸送施設の使用停止
（70日車）

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項、同条第
4項、第60条第1項

令和4年8月5日、監査実施。9件の違反が認められた。（1）乗務時間等
告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）（2）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項～
第3項）（3）点呼の記録記載不備（安全規則第7条第5項）（4）乗務等
の記録記載不備（安全規則第8条）（5）運行指示書の記載不備（安全
規則第9条の3第1項）（6）運転者台帳の記載不備（安全規則第9条の5
第1項～第2項）（7）運転者に対する指導監督の記録義務違反（安全規
則第10条第1項）（8）運転者に対する指導監督違反（安全規則第10条
第1項）（9）報告義務違反（法第60条第1項）

7 7

タクシー 2023 9 19

株式会社冨士タクシー
（法人番号
1220001005768）代表
者塚本泰央

石川県金沢市御供田町
ホ171番地2号

本社営業所
石川県金沢市御
供田町ホ171番地
2号

文書警告
道路運送法（以下
「法」）第27条第3
項

令和4年5月10日、監査実施。3件の違反が認められた。（1）乗務時間
等告示の遵守違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規
則」）第21条第1項）（2）点呼の記録記載不備（運輸規則第24条第5
項）（3）乗務員台帳の記載不備（運輸規則第37条第1項）

0 0

貨物 2023 9 5

ピーアール物流株式会社
（法人番号
1030001092116）代表
者：石井正子

東京都足立区鹿浜１－
１１－７

本社
東京都足立区鹿
浜１－１１－７

輸送施設の使用停止
（275日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の3

薬物等使用運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令
和4年10月19日及び同年11月8日、監査を実施。8件の違反が認められ
た。(1)疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則
（以下「安全規則」）第3条第6項）、(2)運転者に対する指導監督違反
等（安全規則第10条第1項）、(3)初任運転者に対する指導監督違反
（安全規則第10条第2項）、(4)初任運転者に対する適性診断受診義務
違反（安全規則第10条第2項）、(5)定期点検整備の実施違反（安全規
則第3条の3、道路運送車両法第48条）、(6)整備管理者の研修受講義務
違反（安全規則第3条の5）、(7)事業計画の変更認可違反（貨物自動車
運送事業法第9条第1項）、(8)事業計画事前届出違反（貨物自動車運送
事業法第9条第3項）

28 28

貨物 2023 9 5
株式会社百之台（法人番
号2030001040602）代
表者：福澤和人

埼玉県三郷市早稲田６
－３３－５

東京
東京都葛飾区西
水元１－６－１
８

輸送施設の使用停止
（180日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の3

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年9月15日及び同
年10月4日、監査を実施。7件の違反が認められた。(1)疾病のおそれの
ある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3
条第6項）、(2)運転者に対する指導監督違反等（安全規則第10条第1
項）、(3)無車検運行（安全規則第3条の3、道路運送車両法第58条第1
項）、(4)整備管理者の研修受講義務違反（安全規則第3条の5）、(5)事
業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、(6)事業
の適確な遂行に係る遵守事項のうち社会保険等に未加入のもの（貨物
自動車運送事業法第24条の4）、(7)報告義務違反（貨物自動車運送事
業法第60条第1項）

18 18

貨物 2023 9 5
株式会社アスエ（法人番
号2140001085041）代
表者：石原義三

兵庫県南あわじ市山添
２８９ー１

関東
埼玉県吉川市栄
町１５１５－１
戸張ビル２Ｂ

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の3

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年11月29日、監査
を実施。1件の違反が認められた。(1)無車検運行（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条の3、道路運送車両法第58条第1項）

6 6

貨物 2023 9 5
有限会社オダ（法人番号
5012802010286）代表
者：小田祐二

東京都東大和市中央２
－１１０１－１１５

湘南
神奈川県伊勢原
市東大竹９９６
－１

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年11月10日、同年
12月15日及び令和5年2月1日、監査を実施。8件の違反が認められた。
(1)乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以
下「安全規則」）第3条第4項）、(2)疾病のおそれのある乗務（安全規
則第3条第6項）、(3)点呼の実施義務違反等（安全規則第7条）、(4)運
転者に対する指導監督違反等（安全規則第10条第1項）、(5)初任運転
者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）、(6)運行
管理者の講習受講義務違反（安全規則第23条第1項）、(7)事業計画事
前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）、(8)報告義務違反
（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

6 6

貨物 2023 9 5

株式会社ロンコ・ジャパ
ン（法人番号
4120001013794）代表
者：宮口弘之

大阪府大阪市東成区東
小橋１－１１－１０

高崎支店

群馬県高崎市吉
井町池字寺田２
２２－１、２２
２－４、２２３
－１

輸送施設の使用停止
（50日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

労働局からの通報を端緒として、令和4年9月14日及び令和5年2月10
日、監査を実施。3件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4
項）、(2)点呼の実施義務違反（安全規則第7条）、(3)運行指示書の作
成義務違反（安全規則第9条の3）

5 5

貨物 2023 9 5

株式会社ＭＨＣＡＲＧＯ
（法人番号
9040001045544）代表
者：林光雄

千葉県成田市川上２４
５－６９４

厚木
神奈川県厚木市
三田１－１－３
３Ａ１０２

輸送施設の使用停止
（45日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年11月7日、監査
を実施。3件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、(2)
定期点検整備の実施違反（安全規則第3条の3、道路運送車両法第48
条）、(3)事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1
項）

5 5

貨物 2023 9 5
株式会社飛鳥（法人番号
9020001070503）代表
者：小川益男

千葉県市川市塩浜１－
７－２

市川
千葉県市川市塩
浜１－７－２

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和4年10
月25日、監査を実施。6件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の
遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3
条第4項）、(2)点呼の実施義務違反等（安全規則第7条）、(3)乗務等記
録の記載事項違反（安全規則第8条）、(4)運転者に対する指導監督違反
等（安全規則第10条第1項）、(5)定期点検整備の実施違反（安全規則
第3条の3、道路運送車両法第48条）、(6)報告義務違反（貨物自動車運
送事業法第60条第1項）

4 4

貨物 2023 9 5

有限会社小田多運送（法
人番号
2040002033208）代表
者：小田知長

千葉県市川市広尾１－
１７－３

本社
千葉県市川市広
尾１－１７－３

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

過積載運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和4年
12月13日、監査を実施。1件の違反が認められた。(1)過積載運送（貨
物自動車運送事業法第17条第3項）

3 3

貨物 2023 9 5
株式会社全六（法人番号
5070001034837）代表
者：栗田拓也

群馬県伊勢崎市茂呂南
町４８３６－１０

本社
群馬県伊勢崎市
茂呂南町４８３
６－１０

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年10月26日、監査
を実施。5件の違反が認められた。(1)疾病のおそれのある乗務（貨物自
動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第6項）、(2)運
転者に対する指導監督違反（安全規則第10条第1項）、(3)初任運転者
に対する適性診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）、(4)定期点
検整備の実施違反（安全規則第3条の3、道路運送車両法第48条）、(5)
事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）

2 2

貨物 2023 9 5

株式会社ぐんま東庄（法
人番号
5070001006778）代表
者：江積栄一

群馬県高崎市寺尾町２
３１２－８

本社
群馬県高崎市寺
尾町２３１２－
８

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和3年11月12日、監査
を実施。6件の違反が認められた。(1)疾病のおそれのある乗務（貨物自
動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第6項）、(2)点
呼記録の記載事項違反（安全規則第7条第5項）、(3)運転者に対する指
導監督違反（安全規則第10条第1項）、(4)初任運転者に対する適性診
断受診義務違反（安全規則第10条第2項）、(5)整備管理者の研修受講
義務違反（安全規則第3条の5）、(6)事業計画事前届出違反（貨物自動
車運送事業法第9条第3項）

2 2



貨物 2023 9 12

株式会社サンライズ（法
人番号
9020001049448）代表
者：鶴崎秀行

神奈川県横浜市泉区中
田東２－３８－２０

本社
神奈川県横浜市
泉区中田東２－
３８－２０

輸送施設の使用停止
（90日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年11月15日及び令
和5年1月31日、監査を実施。4件の違反が認められた。(1)疾病のおそ
れのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第6項）、(2)運転者に対する指導監督違反（安全規則第10
条第1項）、(3)初任運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第
10条第2項）、(4)定期点検整備の実施違反（安全規則第3条の3、道路
運送車両法第48条）

9 9

貨物 2023 9 12

株式会社トランスポー
ト・エースアンドエース
（法人番号
8011401004779）代表
者：西岡有子

東京都板橋区坂下３－
３７－８

東京
東京都板橋区坂
下３－３７－８

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和4年11
月15日及び同年12月14日、監査を実施。5件の違反が認められた。(1)
疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下
「安全規則」）第3条第6項）、(2)運転者に対する指導監督違反等（安
全規則第10条第1項）、(3)初任・高齢運転者に対する指導監督違反
（安全規則第10条第2項）、(4)初任・高齢運転者に対する適性診断受
診義務違反（安全規則第10条第2項）、(5)事業計画の変更認可違反
（貨物自動車運送事業法第9条第1項）

6 6

貨物 2023 9 12
株式会社唐澤商店（法人
番号9070001030114）
代表者：唐澤徳治

群馬県吾妻郡高山村大
字中山４１５５－８

キュアリン
グ貯蔵庫

群馬県吾妻郡高
山村大字中山４
１５５－８

輸送施設の使用停止
（50日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年11月9日、監査
を実施。5件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、(2)
点呼の記録義務違反（安全規則第7条第5項）、(3)運行指示書の作成義
務違反（安全規則第9条の3）、(4)運転者に対する指導監督違反（安全
規則第10条第1項）、(5)運行管理者の講習受講義務違反（安全規則第
23条第1項）

5 5

貨物 2023 9 12
有限会社尾形興業（法人
番号2090002009608）
代表者：尾形亮一

山梨県上野原市大椚４
６６

本社
山梨県上野原市
大椚４６６

輸送施設の使用停止
（50日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年11月7日及び同
年12月14日、監査を実施。7件の違反が認められた。(1)乗務時間等告
示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）、(2)疾病のおそれのある乗務（安全規則第3条第6
項）、(3)運行記録計による記録義務違反（安全規則第9条）、(4)運転
者に対する指導監督違反等（安全規則第10条第1項）、(5)初任・高齢
運転者に対する指導監督違反（安全規則第10条第2項）、(6)初任・高
齢運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）、
(7)整備管理者の研修受講義務違反（安全規則第3条の5）

5 5

貨物 2023 9 12

株式会社Ｒａｐｔｏｒ
（法人番号
3040001089927）代表
者：高﨑正道

東京都江戸川区松島３
－３１－１４－１０１

本社
東京都江戸川区
松島３－３１－
１４－１０１

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

過積載運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和5年
5月15日、監査を実施。1件の違反が認められた。(1)過積載運送（貨物
自動車運送事業法第17条第3項）

4 4

貨物 2023 9 12
有限会社イワサキ（法人
番号3070002028162）
代表者：岩崎純一

群馬県邑楽郡大泉町北
小泉４－２２－１９

本社
群馬県邑楽郡大
泉町北小泉４－
２２－１９

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年11月11日、監査
を実施。3件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、(2)
点呼記録の記載事項違反（安全規則第7条第5項）、(3)運転者に対する
指導監督違反等（安全規則第10条第1項）

1 1

貨物 2023 9 12
株式会社大月陸送（法人
番号2090001007892）
代表者：石倉克哲

山梨県都留市大原１８
７－１

甲府
山梨県笛吹市八
代町北２１８８
－１

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和5年6
月20日、監査を実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対する指
導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2023 9 20

株式会社高崎リビング
（法人番号
7070001007527）代表
者：吉川秀樹

群馬県高崎市下佐野町
９８２－６

本社
群馬県高崎市下
佐野町９８２－
６

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年11月14日、監査
を実施。4件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、(2)
点呼の実施義務違反等（安全規則第7条）、(3)運転者に対する指導監督
違反（安全規則第10条第1項）、(4)整備管理者の研修受講義務違反
（安全規則第3条の5）

4 4

貨物 2023 9 20
有限会社大金商事（法人
番号1060002000108）
代表者：大金不二夫

栃木県宇都宮市白沢町
１６６２－４

本社
栃木県宇都宮市
白沢町１６６２
－４

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年10月25日、監査
を実施。1件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）

2 2

貨物 2023 9 25

大谷田運送株式会社（法
人番号
4030001034767）代表
者：石坂英巳

埼玉県草加市小山１－
５－１９

本社
東京都足立区佐
野２－１１－９

事業停止（30日
間）、輸送施設の使
用停止（160日車）、
輸送の安全確保命令

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第18条
第1項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和5年1月20日及び同
年3月3日、監査を実施。15件の違反が認められた。(1)疾病のおそれの
ある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3
条第6項）、(2)点呼の実施義務違反（安全規則第7条）、(3)乗務等の記
録義務違反（安全規則第8条）、(4)乗務等記録の記載事項違反（安全規
則第8条）、(5)運行記録計による記録義務違反（安全規則第9条）、(6)
運転者に対する指導監督違反（安全規則第10条第1項）、(7)高齢運転
者に対する指導監督違反（安全規則第10条第2項）、(8)高齢運転者に
対する適性診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）、(9)整備管理
者の研修受講義務違反（安全規則第3条の5）、(10)運行管理者の選任
義務違反（安全規則第18条第1項）、(11)運行管理者の解任届出違反
（安全規則第19条）、(12)事業計画（営業所、自動車車庫及び休憩睡
眠施設の新設・廃止）の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第
1項）、(13)事業計画（営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの
数）の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、(14)事業
の適確な遂行に係る遵守事項のうち社会保険等に未加入のもの（貨物
自動車運送事業法第24条の4）、(15)報告義務違反（貨物自動車運送事
業法第60条第1項）

46 46

貨物 2023 9 26

株式会社都市貨物輸送
（法人番号
8021001013353）代表
者：小菅雅之

神奈川県相模原市中央
区田名５９７１－１

埼玉
埼玉県桶川市坂
田東３－１０－
７

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

道路交通法違反があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令
和5年6月13日、監査を実施。4件の違反が認められた。(1)運転者に対
する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全
規則」）第10条第1項）、(2)定期点検整備の実施違反（安全規則第3条
の3、道路運送車両法第48条）、(3)整備管理者の変更届出違反（安全
規則第3条の3、道路運送車両法第52条）、(4)事業計画事前届出違反
（貨物自動車運送事業法第9条第3項）

0 0

タクシー 2023 9 5

ゴールド交通株式会社
（法人番号
9011601016375）代表
者：大森和樹

東京都練馬区上石神井
３－３４－１２

本社営業所
東京都練馬区上
石神井３－３２
－２－１F

輸送施設の使用停止
（60日車）

道路運送車両法第５
８条第１項

令和5年2月17日、法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として監査を
実施。4件の違反が認められた。(1)定期点検整備の未実施(道路運送車
両法(以下､車両法)第48条､)､(2)点検整備記録簿の記載不備(車両法第49
条)､(3)点検整備記録簿の保存義務違反(車両法第49条)､(4)無車検運行
(車両法第58条第1項)

6 6

タクシー 2023 9 5

Gooingtrip観光株式会社
（法人番号
9011301025098）代表
者：相澤陽介

東京都江戸川区北小岩
６－１７－６レミネ１
２階

本社営業所

東京都江戸川区
北小岩６－１７
－６レミネ１２
階

輸送施設の使用停止
（10日車）

道路運送車両法第４
８条

令和5年1月25日及び令和5年2月8日、新規許可を受けたことを端緒とし
て監査を実施。2件の違反が認められた。(1)定期点検整備の未実施(道
路運送車両法(以下､車両法)第48条)､(2)整備管理者の変更の未届出(車
両法第52条)

4 1

タクシー 2023 9 5

株式会社吉祥リムジン
（法人番号
4011701015083）代表
者：吉岡勇

東京都江戸川区松島４
－２０－８

江戸川営業
所

東京都江戸川区
南小岩２－４－
３５－３０１

輸送施設の使用停止
（10日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第１９条の
２

令和4年10月4日及び令和4年10月14日、法令違反の疑いがある旨の情
報を端緒として監査を実施。4件の違反が認められた。(1)損害賠償責任
保険(共済)締結義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)
第19条の2)､(2)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第5項)､(3)乗
務記録の記録事項の不備(運輸規則第25条)､(4)指導主任者の選任･退任
届出義務違反(運輸規則第68条第1項第3号､第4号)

1 1



タクシー 2023 9 5
大栄交通株式会社（法人
番号6011401003634）
代表者：安英哲

東京都板橋区東坂下１
－１３－１３

本社営業所
東京都板橋区東
坂下１－１３－
１３

輸送施設の使用停止
（20日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第２１条第
１項

令和4年10月4日、法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として監査を
実施。3件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(旅客
自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第21条第1項)､(2)点呼の記録
事項義務違反(運輸規則第24条第5項)､(3)運転者に対する指導監督義務
違反(運輸規則第38条第1項)

2 2

タクシー 2023 9 5

有限会社岡部タクシー
（法人番号
9090002008207）代表
者：島田邦久

山梨県笛吹市石和町八
田４９０－５４

本社営業所
山梨県笛吹市石
和町八田４９０
－５４

輸送施設の使用停止
（80日車）

道路運送法第９条の
３第１項

令和4年10月5日及び令和4年11月2日、長期間監査未実施であることを
端緒として監査を実施。9件の違反が認められた。(1)運賃料金認可違反
(道路運送法(以下､運送法)第9条の3第1項)､(2)事業計画の変更認可違反
(運送法第15条第1項)､(3)健康状態の把握義務違反(旅客自動車運送事業
運輸規則(以下､運輸規則)第21条第5項)､(4)点呼の記録義務違反(運輸規
則第24条第5項)､(5)新任運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第
36条第2項)､(6)運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1
項)､(7)高齢運転者に対する告示で定める特別な指導義務違反(運輸規則
第38条第2項)､(8)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則
第38条第2項)､(9)休憩､仮眠又は睡眠のための施設の変更届出義務違反
(道路運送法施行規則第66条第1項第6号)

8 8

タクシー 2023 9 12

株式会社ＬＺグループ
（法人番号
8030001124671）代表
者：劉臣亮

東京都杉並区井草４－
１－７紅梅マンション
１０Ｂ

本社営業所

東京都杉並区井
草４－１－７紅
梅マンション１
０Ｂ

輸送施設の使用停止
（40日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第２１条第
５項

令和5年2月7日、新規許可を受けたことを端緒として監査を実施。4件
の違反が認められた。(1)健康状態の把握義務違反(旅客自動車運送事業
運輸規則(以下､運輸規則)第21条第5項)､(2)新任運転者に対する指導監
督義務違反(運輸規則第36条第2項)､(3)初任運転者に対する適性診断受
診義務違反(運輸規則第38条第2項)､(4)報告義務違反(道路運送法第94条
第1項)

4 4

タクシー 2023 9 12 山田政雄 東京都新宿区 個人 東京都新宿区

輸送施設の使用停止
（20日車）、輸送の
安全確保命令、旅客
の利便確保命令

特定地域および準特
定地域における一般
乗用旅客自動車運送
事業の適正化及び活
性化に関する特別措
置法第１６条の４第
１項

令和5年2月16日、法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として監査を
実施。3件の違反が認められた。(1)一般準則(公平かつ懇切な取扱い)違
反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第2条第2項)､(2)乗務
記録の記録事項の不備(運輸規則第25条)､(3)運賃届出､運賃変更届出違
反(特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適
正化及び活性化に関する特別措置法第16条の4第1項)

2 2

タクシー 2023 9 20
株式会社旅友（法人番号
7040001050232）代表
者：中村光枝

千葉県八街市文違３０
１－３０３２

千葉営業所
千葉県富里市中
沢１１５０－
６、７

輸送施設の使用停止
（20日車）

道路運送法第９条の
３第１項

令和5年2月9日、事業拡大をしたことを端緒として監査を実施。2件の
違反が認められた。(1)運賃料金認可違反(道路運送法第9条の3第1項)､
(2)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38
条第1項)

2 2

タクシー 2023 9 20

株式会社極東電視台（法
人番号
7010401078553）代表
者：中村昌哉

東京都港区赤坂７－１
０－１７フォンテ赤坂
２Ｆ

赤坂営業所
東京都港区赤坂
７－６－３８－
１０１

輸送施設の使用停止
（30日車）

道路運送法第１５条
第４項

令和4年12月19日、事業拡大をしたことを端緒として監査を実施。8件
の違反が認められた。(1)軽微事項に係る事業計画の事後変更届出違反
(道路運送法(以下､運送法)第15条第4項)､(2)運行管理者の選任届出違反
(運送法第23条第3項)､(3)点呼の記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸
規則(以下､運輸規則)第24条第5項)､(4)運転者に対する指導監督義務違
反(運輸規則第38条第1項)､(5)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則
第46条)､(6)指導主任者の選任･退任届出違反(運輸規則第68条第1項第3
号､第4号)､(7)報告義務違反(運送法第94条第1項)､(8)休憩､仮眠又は睡
眠のための施設の変更届出義務違反(道路運送法施行規則第66条第1項
第6号)

3 3

タクシー 2023 9 20

有限会社松尾タクシー
（法人番号
4040002079868）代表
者：石田浩造

千葉県山武市松尾町本
柏２７９３－６

芝山営業所
千葉県山武郡芝
山町山中字東風
山下２７２－２

輸送施設の使用停止
（100日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第２１条第
１項

令和4年9月8日及び令和4年9月26日、事業拡大をしたことを端緒として
監査を実施。9件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反
(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第21条第1項)､(2)健康状
態の把握義務違反(運輸規則第21条第5項)､(3)点呼の実施等義務違反(運
輸規則第24条)､(4)乗務記録の記録事項の不備(運輸規則第25条)､(5)新
任運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第36条第2項)､(6)高齢運
転者に対する告示で定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2
項)､(7)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2
項)､(8)定期点検整備等の未実施(道路運送車両法第48条)､(9)運賃届出､
運賃変更届出違反(特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動
車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第16条の4第1項)

22 10

タクシー 2023 9 20

有限会社松尾タクシー
（法人番号
4040002079868）代表
者：石田浩造

千葉県山武市松尾町本
柏２７９３－６

本社営業所
千葉県山武市松
尾町本柏２７９
３－６

輸送施設の使用停止
（115日車）

道路運送車両法第４
８条

令和4年9月8日及び令和4年9月26日、法令違反の疑いがあることを端緒
として監査を実施。11件の違反が認められた。(1)運賃料金認可違反(道
路運送法第9条の3第1項)､(2)損害賠償責任保険(共済)締結義務違反(旅
客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第19条の2)､(3)乗務時間等
の基準の遵守違反(運輸規則第21条第1項)､(4)健康状態の把握義務違反
(運輸規則第21条第5項)､(5)点呼の実施等義務違反(運輸規則第24条)､
(6)乗務記録の記録事項の不備(運輸規則第25条)､(7)新任運転者に対す
る指導監督義務違反(運輸規則第36条第2項)､(8)運転者に対する指導監
督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(9)高齢運転者に対する告示で定め
る特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､(10)高齢運転者に対する
適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)､(11)定期点検整備等の未
実施(道路運送車両法第48条)

22 12

乗合バス 2023 9 5

桐生朝日自動車株式会社
（法人番号
2070001015798）代表
者：佐川智明

群馬県桐生市相生町２
－７１２

桐生営業所
群馬県桐生市相
生町２－７１２

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第12条

令和5年3月9日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。4件
の違反が認められた。(1)早発の禁止違反(旅客自動車運送事業運輸規則
(以下｢運輸規則｣)第12条)､(2)運転基準図の作成義務違反(運輸規則第27
条第1項)､(3)高齢運転者に対する特別な指導義務違反(運輸規則第38条
第2項)､(4)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条
第2項)

0 0

乗合バス 2023 9 20

千葉中央バス株式会社
（法人番号
7040001004824）代表
者：新井靖彦

千葉県千葉市緑区鎌取
町２７３－４

千葉営業所
千葉県千葉市緑
区辺田町２－６

輸送施設の使用停止
（10日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第1
項

令和4年12月12日及び令和4年12月23日、法令違反の疑いがあることを
端緒に監査を実施。3件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守
違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第21条第1項)､(2)
運転基準図の作成義務違反(運輸規則第27条第1項)､(3)運転者に対する
指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)

1 1

貨物 2023 9 1
八州建設株式会社（法人
番号5080401014553)代
表者小林洋徳

静岡県掛川市領家588番
地の4

本社営業所
静岡県掛川市領
家588番地の4

輸送施設の使用停止
(30日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和5年4月20日及び令和5年5月10日､関係機関からの情報を端緒とし
て､監査を実施｡6件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守
違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)点呼の実施義務
違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(3)点呼
の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(4)点呼
の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)
運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3
第1項)､(6)運転者等台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第9条の5第1項)

3 3



貨物 2023 9 8
株式会社ナニワ（法人番
号4080401011295)代表
者尾上徳人

静岡県浜松市浜北区上
島1904番地

本社営業所
静岡県浜松市浜
北区上島1904番
地

輸送施設の使用停止
(90日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和5年2月15日及び令和5年3月31日､死亡事故を引き起こしたことを
端緒として､監査を実施｡12件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準
告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)健康
診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)､(3)点呼の実
施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並
びに第3項)､(4)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第7条第5項)､(5)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第5項)､(6)業務の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第8条)､(7)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第9条)､(8)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第9条の3第1項)､(9)運転者等台帳の記載事項等不備
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(10)運転者に対する
指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(11)
特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第10条第2項)､(12)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第10条第2項)

9 9

貨物 2023 9 8
株式会社中村商会（法人
番号4180001140253)代
表者中村芳弘

愛知県小牧市大字舟津
字廣田1090番地1

本社営業所
愛知県小牧市大
字舟津字廣田
1090番地1

輸送施設の使用停止
(100日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和5年4月11日､公安委員会からの通知を端緒として､監査を実施｡17件
の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)健康診断未受診(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第3条第6項)､(3)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条の5)､(4)点呼の実施義務違反(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)､(5)点呼の
記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(6)業
務の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(7)運
行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､
(8)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条
の3第1項)､(9)運転者等台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第9条の5第1項)､(10)運転者等台帳の記載事項等不備(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(11)運転者に対する指導監督義
務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(12)運転者に対
する指導監督記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第
1項)､(13)運転者に対する指導監督記録記載事項不備(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第1項)､(14)特定の運転者に対する指導義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(15)特定の運転者に対
する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項)､(16)運行管理者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第22条)､(17)一般講習受講義務違反(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第23条第1項)

10 10

貨物 2023 9 8

有限会社ユニオンワーク
ス（法人番号
7190002024303)代表者
柳瀬昌司

三重県四日市市釆女が
丘二丁目41番地1

本社営業所
三重県四日市市
釆女が丘2丁目
41-1

輸送施設の使用停止
(20日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第6条第1
項第1号

令和5年3月9日及び令和5年4月20日､関係機関からの情報を端緒として､
監査を実施｡11件の違反が認められた｡(1)配置車両数違反(貨物自動車運
送事業法施行規則第6条第1項第1号)､(2)乗務時間等基準告示の遵守違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(3)健康診断未受診(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)､(4)点呼の記録義務違反(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)業務の記録記載事項不
備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(6)運行記録計による記録
義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(7)運転者等台帳の
保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第2項)､(8)運
転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10
条第1項)､(9)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第2項)､(10)特定の運転者に対する運転適性診断未
受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(11)運行管理者の
解任届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条)

2 2

貨物 2023 9 13

アイユーシー株式会社
（法人番号
8011301000143)代表者
古川賢一

東京都杉並区上井草2-
2-2

富士営業所
静岡県富士市大
渕2373番地

輸送施設の使用停止
(50日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

令和5年4月28日及び令和5年5月18日､重傷事故を引き起こしたことを
端緒として､監査を実施｡6件の違反が認められた｡(1)健康診断未受診(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)､(2)点呼の記録義務違反(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(3)運転者等台帳の記載事
項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(4)運転者
に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第
1項)､(5)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第2項)､(6)特定の運転者に対する運転適性診断未受診
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)

5 5

貨物 2023 9 13

伊勢志摩陸運有限会社
（法人番号
3190002011825)代表者
竹内伸

三重県度会郡玉城町坂
本23番地1

本店営業所
三重県度会郡玉
城町坂本字細井
原23番地1

輸送施設の使用停止
(20日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和5年3月28日､死亡事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡12件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)健康診断未受診(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第3条第6項)､(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)､(4)点呼の記
録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)業務
の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(6)業務の記
録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(7)運行記録
計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(8)運
転者等台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5
第1項)､(9)運転者等台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第9条の5第1項)､(10)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(11)特定の運転者に対する指導
義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(12)特定の運
転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
10条第2項)

2 2



貨物 2023 9 13
株式会社Ｔ’Ｋｅｈ（法
人番号7190001024122)
代表者澤田和樹

三重県津市芸濃町北神
山1870番地

本店営業所
三重県津市芸濃
町北神山1870番
地

輸送施設の使用停止
(50日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

令和5年3月16日､公安委員会からの通知を端緒として､監査を実施｡15件
の違反が認められた｡(1)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条第6項)､(2)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第3条の5)､(3)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第7条第5項)､(4)業務の記録記載事項不備(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第8条)､(5)運行記録計による記録義務違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(6)事故の記録記載事項不備(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第9条の2)､(7)運転者等台帳の作成義務違
反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(8)運転者等台帳
の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､
(9)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第10条第1項)､(10)運転者に対する指導監督記録記載事項不備(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(11)特定の運転者に対する指導
義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(12)特定の運
転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
10条第2項)､(13)運行管理者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第22条)､(14)自動車事故報告書未届出(貨物自動車運
送事業法第24条)､(15)事業実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法第
60条第1項)

5 5

貨物 2023 9 13

株式会社ＣＰＦロジス
ティクス（法人番号
5480001007173)代表者
安東健方

徳島県阿南市那賀川町
中島1566番地4

富士営業所
静岡県富士市本
市場411-1203号
室

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和5年8月18日、重傷事故を引き起こしたことを端緒として、監査を
実施。6件の違反が認められた。(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)点呼の記録記載事項不
備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(3)業務の記録記載事
項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(4)運行記録計による
記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(5)運転者等台
帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1
項)､(6)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第1項)

0 0

貨物 2023 9 21
株式会社ＡｔｏＫ（法人
番号6210001011390)代
表者山本茂樹

福井県敦賀市中45号生
水尻17番地2

本社営業所
福井県敦賀市中
45号生水尻17番2
号

輸送施設の使用停止
(100日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和5年2月3日､行政処分等の改善が確認されたと認められない事業者
へ監査を実施｡11件の違反が認められた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨
物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)､(2)乗務時間等基準告示
の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(3)健康診断
未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)､(4)点検整備記録
簿等の記載事項不適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3)､(5)
点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び
第2項)､(6)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第7条第5項)､(7)業務の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第8条)､(8)業務の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第8条)､(9)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第9条)､(10)運行記録計による記録不実記載(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条)､(11)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第10条第1項)

10 10

貨物 2023 9 21
山本運送有限会社（法人
番号7210002010779)代
表者山本美津治

福井県敦賀市中45号生
水尻17-2

本社営業所
福井県敦賀市中
45号生水尻17-2

輸送施設の使用停止
(220日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法施行規則第6条第1
項第1号

令和5年2月2日及び令和5年2月3日､行政処分等の改善が確認されたと認
められない事業者へ監査を実施｡11件の違反が認められた｡(1)配置車両
数違反(貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1号)､(2)乗務時間
等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､
(3)点検整備記録簿等の記載事項不適切(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条の3)､(4)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第7条第1項及び第2項)､(5)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条第5項)､(6)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第7条第5項)､(7)業務の記録記載事項不備(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第8条)､(8)運行記録計による記録義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第9条)､(9)運行記録計による記録不実記録
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(10)運転者に対する指導監督
義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(11)運行管理
者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条)

35 22

貨物 2023 9 26
株式会社引越社（法人番
号3120901017854)代表
者空雅英

東京都江戸川区松本2-
34-6

岐阜営業所
岐阜県岐阜市大
菅南16-5

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条
の5第1項

令和5年7月27日及び令和5年8月25日、死亡事故を引き起こしたことを
端緒として、監査を実施。6件の違反が認められた。(1)運転者等台帳の
記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(2)
運行管理補助者の要件違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第
3項)､(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第
1項及び第2項)､(4)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第7条第5項)､(5)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第10条第1項)､(6)整備管理者の解任届出違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条の3)

0 0

貨物 2023 9 29
大宝運輸株式会社（法人
番号2180001037542)代
表者小笠原忍

愛知県名古屋市中区金
山5-3-17

四日市営業
所

三重県四日市市
河原田町字溝東
1077-10､字畔道
1045-6

輸送施設の使用停止
(90日車)

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第1項及び第2項

令和5年5月15日､監査方針に基づいて､監査を実施｡4件の違反が認めら
れた｡(1)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第
1項及び第2項)､(2)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第7条第5項)､(3)点呼の記録不実記載(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第7条第5項)､(4)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第10条第1項)

9 9

貨物 2023 9 29

伊勢高速輸送有限会社
（法人番号
3190002014927)代表者
潮田敦

三重県多気郡明和町大
字斎宮1852-1

本社営業所
三重県多気郡明
和町大字斎宮字
法正寺1852-1

輸送施設の使用停止
(10日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第1項及び第2項

令和5年3月14日､重傷事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡3件の違反が認められた｡(1)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の記録記載事項不備(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(3)運転者に対する指導監
督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)

1 1

タクシー 2023 9 7
西尾交通株式会社（法人
番号2180301023168)代
表者村松健司

愛知県西尾市平坂町坂
下7番地

本社営業所
愛知県西尾市平
坂町坂下7番地

輸送施設の使用停止
(98日車)及び文書警
告

道路運送法第23条第
3項

令和5年5月26日、監査方針に基づき、監査を実施。9件の違反が認めら
れた。(1)運行管理者の選任届出違反(道路運送法第23条第3項)､(2)乗務
時間等基準告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1
項)､(3)点呼の記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5
項)､(4)点呼の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第
5項)､(5)点呼の記録不実記載(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5
項)､(6)乗務員等台帳の記載事項等不備(旅客自動車運送事業運輸規則第
37条第1項)､(7)特定の運転者に対する指導義務違反(旅客自動車運送事
業運輸規則第38条第2項)､(8)特定の運転者に対する運転適性診断未受診
(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)､(9)整備管理者の変更届出
違反(旅客自動車運送事業運輸規則第45条)

10 10



タクシー 2023 9 7

東海タクシー株式会社
（法人番号
8180001098430)代表者
安井春雄

愛知県あま市木田池ﾉ島
55番地

本社営業所
愛知県あま市木
田池ﾉ島30番地1
号

輸送施設の使用停止
(41日車)及び文書警
告

道路運送法第15条第
1項

令和5年1月24日、監査方針に基づき、監査を実施。8件の違反が認めら
れた。(1)事業計画の変更認可違反(道路運送法第15条第1項)､(2)健康診
断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第21条第5項)､(3)点呼の実施義
務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第1項及び第2項)､(4)点呼の
記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)､(5)業務
記録記録事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第25条第3項)､(6)運行
記録計による記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第26条第2
項)､(7)乗務員等台帳の記載事項等不備(旅客自動車運送事業運輸規則第
37条第1項)､(8)整備管理者の研修受講義務違反(旅客自動車運送事業運
輸規則第46条)

5 5

タクシー 2023 9 7

豊鉄タクシー株式会社
（法人番号
3180301007038)代表者
長縄則之

愛知県豊橋市下地町字
北村92番地1号

豊橋営業所
愛知県豊橋市下
地町字北村92番
地1号

輸送施設の使用停止
(10日車)及び文書警
告

旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1
項

令和5年3月17日、重傷事故を引き起こしたことを端緒として、監査を
実施。2件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反
(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)､(2)特定の運転者に対する
指導義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)

1 1

タクシー 2023 9 7

つばめ自動車株式会社
（法人番号
6180001038339)代表者
天野清美

愛知県名古屋市中区栄1
丁目21番地17号

本社営業所
愛知県名古屋市
中区栄1丁目21番
地17号

輸送施設の使用停止
(33日車)

道路運送法第13条
令和5年5月17日、監査方針に基づき、監査を実施。1件の違反が認めら
れた。(1)運送引受義務違反(道路運送法第13条)

4 4

タクシー 2023 9 22
浜松交通株式会社（法人
番号5080401004026)代
表者久野富男

静岡県浜松市西区入野
町828

本社営業所
静岡県浜松市西
区入野町字彦尾
前827、828

輸送施設の使用停止
(50日車)及び文書警
告

道路運送法第15条第
1項

令和5年5月23日、重傷事故を引き起こしたことを端緒として、監査を
実施。8件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反(道路運送
法第15条第1項)､(2)点呼の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸
規則第24条第5項)､(3)業務記録記録事項不備(旅客自動車運送事業運輸
規則第25条第3項)､(4)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運
送事業運輸規則第38条第1項)､(5)運転者等に対する指導監督記録義務違
反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)､(6)特定の運転者に対す
る指導義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)､(7)特定の
運転者に対する運転適性診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第38
条第2項)､(8)整備管理者の研修受講義務違反(旅客自動車運送事業運輸
規則第46条)

5 5

タクシー 2023 9 1

オリエンタルタクシー株
式会社（法人番号
3140001003159)代表者
金子健作

兵庫県神戸市東灘区御
影石町3丁目12番20号

本社
兵庫県神戸市東
灘区御影石町3丁
目12番20号

警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数（そ
の他の道路交通法の違反行為）が過去1年以内に3件に達した。｢旅客自
動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の
指針｣(平成13年国土交通省告示第1676号。)による運転者に対する指導
監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

タクシー 2023 9 1
伊香交通株式会社（法人
番号4160001007198）
代表者脇坂久雄

滋賀県長浜市木之本町
大字木之本1545番地

木之本
滋賀県長浜市木
之本町大字木之
本1545番地

警告
道路運送法第27条第
3項

令和5年6月20日、長期未実施を端緒として監査を実施。2件の違反が認
められた。(1)点呼の記録義務違反【記載事項の不備】(旅客自動車運送
事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第24条第5項)、(2)乗務等の記録義務違
反【記録事項の不備】(運輸規則第25条第3項、第4項)

0 0

タクシー 2023 9 27

光タクシー株式会社（法
人番号
5160001015679）代表
者中村敏敬

滋賀県野洲市市三宅450
番地3号

本社営業所
滋賀県野洲市市
三宅450番地3号

警告
道路運送法第27条第
3項

令和5年8月10日、長期未実施を端緒として監査を実施。2件の違反が認
められた。(1)点呼の記録義務違反【記載事項の不備】(旅客自動車運送
事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第24条第5項)、(2)乗務等の記録義務違
反【記録事項の不備】(運輸規則第25条第3項、第4項)

0 0

タクシー 2023 9 27

神戸相互タクシー株式会
社（法人番号
7140001002850）代表
者平尾文一

兵庫県西宮市津門大塚
町7番7号

西宮
兵庫県西宮市今
津港町1番26号

輸送施設の使用停止
(10日車)

道路運送法第27条第
3項

令和5年5月18日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。2件の違反
が認められた。(1)｢旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対
して行う指導及び監督の指針｣(平成13年国土交通省告示第1676号。以
下｢運転者に対する指導監督告示｣という。)による運転者に対する指導
監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第38条第1
項)、(2)運転者に対する指導監督告示による運転者に対する特別な指導
及び適性診断受診義務違反【適性診断の受診状況】(運輸規則第38条第
2項)

1 1

タクシー 2023 9 29

田原本タクシー株式会社
（法人番号
8150001011206）代表
大城元一朗

奈良県磯城郡田原本町
大字阪手491番地3号

本社営業所
奈良県磯城郡田
原本町大字阪手
491番地3号

輸送施設の使用停止
(95日車)

道路運送法(以下｢
法｣)第23条第3項、
法第27条第3項、

令和4年12月9日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。11件の違
反が認められた。(1)運行管理者の選任解任届出違反【選任又は解任の
届出に係るもの】(法第23条第3項)、(2)疾病、疲労等のおそれのある乗
務(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第21条第5項)、(3)点
呼の実施義務違反【未実施】(運輸規則第24条)、(4)点呼の記録義務違
反【記載事項の不備】(運輸規則第24条第5項)、(5)乗務等の記録義務違
反【記録事項の不備】(運輸規則第25条第3項、第4項)、(6)乗務員台帳
の作成、備付け義務違反【作成】(運輸規則第37条第1項)、(7)乗務員台
帳の作成、備付け義務違反【記載事項等の不備】(運輸規則第37条第1
項)、(8)｢旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う
指導及び監督の指針｣(平成13年国土交通省告示第1676号。)による運転
者に対する特別な指導及び適性診断受診義務違反【適性診断の受診状
況】(運輸規則第38条第2項)、(9)点検整備関係義務違反【定期点検整備
等の未実施(道路運送車両法第48条)】(運輸規則第45条)、(10)整備管理
者の研修受講義務違反(運輸規則第46条)、(11)補助者の要件違反(運輸
規則第47条の9第3項)

10 10

貨物 2023 9 4
丸市運輸株式会社（法人
番号8130001018855）
代表者青山武司

京都府京都市下京区朱
雀分木町28番地西25棟

摂津
大阪府摂津市鳥
飼上2丁目71番

輸送施設の使用停止
（90日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和5年2月14日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。8件の違
反が認められた。（1）乗務時間等基準告示の遵守違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）疾病、
疲労等のおそれのある乗務（安全規則第3条第6項）、（3）整備管理者
の選任（変更）の未届出、虚偽届出【選任（変更）の未届出に係るも
の】（安全規則第3条の3、道路運送車両法第52条）、（4）整備管理者
の研修受講義務違反【研修未受講】（安全規則第3条の5）、（5）点呼
の記録違反【記録】（安全規則第7条第5項）、（6）運行記録計による
記録違反【記録】（安全規則第9条）、（7）運転者台帳【記載事項等
の不備】（安全規則第9条の5第1項）、（8）「貨物自動車運送事業者
が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」による運
転者に対する指導及び監督違反【一部不適切】（安全規則第10条第1
項）

9 9

貨物 2023 9 7

株式会社田端工業運輸
（法人番号
8130001028342）代表
者田端洋樹

京都府京都市南区上鳥
羽苗代町28

本社
京都府京都市南
区上鳥羽苗代町
28

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和5年8月4日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。2件
の違反が認められた。（1）点呼の記録違反【記載事項等の不備】（貨
物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）安全規則第7条第
5項）、（2）運行記録計による記録違反【記録】（安全規則第9条）

0 0

貨物 2023 9 8
飛田運送株式会社（法人
番号7140001075756）
代表者飛田義美

兵庫県西脇市黒田庄町
西澤254

本社
兵庫県西脇市黒
田庄町西澤254

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和5年1月31日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。4件
の違反が認められた。（1）乗務時間等基準告示の遵守違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）点
呼の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、（3）乗
務等の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第8条）、（4）「貨
物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監
督の指針」による運転者に対する指導及び監督違反【一部不適切】
（安全規則第10条第1項）

3 3

貨物 2023 9 8
有限会社協伸運輸（法人
番号4140002069735）
代表者村上恵一

兵庫県南あわじ市賀集
八幡85-2

本社
兵庫県南あわじ
市賀集八幡85番
地の2

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和5年3月8日、労働局からの通報を端緒に監査を実施。4件の違反が
認められた。（1）乗務時間等基準告示の遵守違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）点呼の実施
違反【未実施】（安全規則第7条第1項～第3項）、（3）点呼の記録違
反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、（4）運行指示書
【作成、指示又は携行の義務違反】(安全規則第9条の3第1項～第3項)

2 2



貨物 2023 9 12

ジー・トランス株式会社
（法人番号
9150001019776）代表
者田中進二

奈良県天理市二階堂上
ノ庄町411-5

本社
奈良県天理市二
階堂上ノ庄町
411-5

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和5年4月6日、労働局からの通報を端緒に監査を実施。3件の違反が
認められた。（1）乗務時間等基準告示の遵守違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）点呼の記録
違反【記録】（安全規則第7条第5項）、（3）運行記録計による記録違
反【記録】（安全規則第9条）

1 1

貨物 2023 9 19

ダイイチ興業株式会社
（法人番号
8140001046327）代表
者兼本吉雄

兵庫県神戸市中央区港
島8丁目12番地

神戸本社
兵庫県神戸市中
央区港島8丁目12

輸送施設の使用停止
（50日車）

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

令和5年2月8日、前回行政処分の違反項目の改善が見受けられなかった
ことを端緒に監査を実施。3件の違反が認められた。（1）事業計画変
更認可違反【営業所の位置（運輸局長が指定する区域外に限る。）の
違反】（貨物自動車運送事業法施行規則（以下「施行規則」）第2条第
1項第2号）、（2）事業計画変更認可違反【各営業所に配置する事業用
自動車の種別違反、種別ごとの数違反】（施行規則第2条第1項第3
号）、（3）事業計画変更認可違反【自動車車庫の位置及び収容能力違
反】（施行規則第2条第1項第5号）

26 5

貨物 2023 9 21
日誠商運株式会社（法人
番号8120001031396）
代表者田中宏紀

大阪府大阪市住之江区
平林南2-4-5

本社
大阪府大阪市住
之江区平林南2-
4-5

輸送施設の使用停止
（45日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和4年12月14日及び同年12月15日、公安委員会からの通報を端緒に
監査を実施。6件の違反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の
事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4
項）、（2）点検整備違反【定期点検整備等の未実施】（安全規則第3
条の3、道路運送車両法第48条）、（3）点呼の記録違反【記載事項等
の不備】（安全規則第7条第5項）、（4）運行指示書【作成、指示又は
携行の義務違反】(安全規則第9条の3第1項～第3項)、（5）運転者台帳
【記載事項等の不備】（安全規則第9条の5第1項）、（6）「貨物自動
車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指
針」（以下「指導監督告示」）による運転者に対する指導及び監督違
反【大部分不適切】（安全規則第10条第1項）

5 5

貨物 2023 9 21
株式会社光優建設（法人
番号3140001122561）
代表者竹田后良

兵庫県三田市南が丘2-
2-7

本社
兵庫県三田氏南
が丘2-2-7

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和5年7月21日及び同年8月18日、公安委員会からの通報を端緒に監査
を実施。4件の違反が認められた。（1）点呼の記録違反【記載事項等
の不備】（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第7
条第5項）、（2）運行記録計による記録違反【記録】（安全規則第9
条）、（3）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して
行う指導及び監督の指針」（以下「指導監督告示」）による運転者に
対する指導及び監督違反【一部不適切】（安全規則第10条第1項）、
（4）指導監督告示による運転者に対する特別な指導及び運転適性診断
受診義務違反【運転適性診断の受診状況】（安全規則第10条第2項）

0 0

貨物 2023 9 22
有限会社上産業（法人番
号1150002003530）代
表者上里朝貞

大阪府堺市堺区三宝町7
丁362番3

本社
大阪府堺市堺区
三宝町7丁362番3

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和5年2月22日、関係機関からの情報を端緒に監査を実施。3件の違反
が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の
勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）「貨物自動車
運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基
準」なお書きの遵守違反（一運行の勤務時間）（安全規則第3条第4
項）、（3）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して
行う指導及び監督の指針」による運転者に対する特別な指導及び運転
適性診断受診義務違反【運転適性診断の受診状況】（安全規則第10条
第2項）

4 4

貨物 2023 9 25 丸山恵二
滋賀県犬上郡甲良町池
寺1000-38

本店
滋賀県犬上郡甲
良町池寺1000-38

輸送施設の使用停止
（100日車）

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

令和5年3月6日及び同年3月30日、適正化実施機関巡回拒否を端緒に監
査を実施。23件の違反が認められた。（1）事業計画変更認可違反【自
動車車庫の位置及び収容能力違反】（貨物自動車運送事業法施行規則
（以下「施行規則」）第2条第1項第5号）、（2）事業計画変更認可違
反【乗務員の休憩・睡眠施設の位置及び収容能力違反】（施行規則第2
条第1項第6号）、（3）事業計画変更事後届出違反【主たる事務所の名
称及び位置の変更違反】（施行規則第7条第1項第1号）、（4）事業計
画変更事後届出違反【営業所又は荷扱所の名称、位置（利用運送のみ
に係るもの及び運輸局長が指定する区域内におけるものに限る。）の
変更違反】（施行規則第7条第1項第2号、第3号）、（5）運賃及び料金
（個人を対象とするものに限る。）、運送約款等の無掲示（貨物自動
車運送事業法（以下「法」）第11条）、（6）疾病、疲労等のおそれの
ある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3
条第6項）、（7）点検整備違反【定期点検整備等の未実施】（安全規
則第3条の3、道路運送車両法第48条）、（8）点検整備記録簿等の記載
違反等【記載不適切】（安全規則第3条の3第2項、道路運送車両法第49
条）、（9）点呼の実施違反【不適切】（安全規則第7条第1項～第3
項）、（10）（11）点呼の記録違反【記録】【記載事項等の不備】
（安全規則第7条第5項）、（12）（13）乗務等の記録違反【記録】
【記載事項等の不備】（安全規則第8条）、（14）運行記録計による記
録違反【記録】（安全規則第9条）、（15）（16）運転者台帳【作成】
【記載事項等の不備】（安全規則第9条の5第1項）、（17）「貨物自動

10 10

貨物 2023 9 25
嶋崎運送株式会社（法人
番号4130001014651）
代表者嶋﨑喜代子

京都府京都市伏見区横
大路六反畑57-4

本社
京都府京都市伏
見区横大路六反
畑57-4

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和5年2月2日、法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。5件
の違反が認められた。（1）乗務時間等基準告示の遵守違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）
（3）点呼の記録違反【記録】【記載事項等の不備】（安全規則第7条
第5項）、（4）運行記録計による記録違反【記録】（安全規則第9
条）、（5）運行指示書【作成、指示又は携行の義務違反】（安全規則
第9条の3第1項～第3項）

2 2

貨物 2023 9 25
天人急配株式会社（法人
番号6120001160230）
代表者牧山正人

大阪府門真市四宮6丁目
1-6

本社
大阪府門真市四
宮6丁目1-6

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第2
号

令和5年3月3日、労働局からの通報を端緒に監査を実施。4件の違反が
認められた。（1）整備管理者の研修受講義務違反【研修未受講】（貨
物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条の5）、
（2）点呼の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、
（3）乗務等の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第8条）、
（4）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指
導及び監督の指針」（以下「指導監督告示」）による運転者に対する
指導及び監督違反【一部不適切】（安全規則第10条第1項）

1 1

貨物 2023 9 25

株式会社三井ロジス
ティックス（法人番号
3120901031839）代表
者三井清司

大阪府摂津市鳥飼下1丁
目9番8号

本社
大阪府摂津市鳥
飼下1丁目9番8号

輸送施設の使用停止
（80日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

令和5年6月14日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。2件の違
反が認められた。（1）（2）過積載運送の引受け、指示等【過積載に
よる運送の引受け】（貨物自動車運送事業法第17条第3項）

8 8

貨物 2023 9 26
泉海商運株式会社（法人
番号5120101041604）
代表者岡山健治

大阪府和泉市平井町
307-1

大阪
大阪府和泉市平
井町307-1

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和5年2月20日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。3件の違
反が認められた。（1）乗務時間等基準告示の遵守違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、（2）点呼の
実施違反【未実施】（安全規則第7条第1項～第3項）、（3）点呼の記
録違反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）

2 2



貨物 2023 9 27
有限会社光世運送（法人
番号8120102020496）
代表者上田晃嗣

大阪府羽曳野市郡戸248
番地の5

本社
大阪府羽曳野市
郡戸248番地の5

輸送施設の使用停止
（95日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和5年4月13日及び同年5月19日、公安委員会からの通報を端緒に監査
を実施。11件の違反が認められた。（1）「貨物自動車運送事業の事業
用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4
項）、（2）疾病、疲労等のおそれのある乗務（安全規則第3条第6
項）、（3）点検整備違反【定期点検整備等の未実施】（安全規則第3
条の3、道路運送車両法第48条）、（4）整備管理者の研修受講義務違
反【研修未受講】（安全規則第3条の5）、（5）点呼の実施違反【未実
施】（安全規則第7条第1項～第3項）、（6）点呼の記録違反【記載事
項等の不備】（安全規則第7条第5項）、（7）乗務等の記録違反【記載
事項等の不備】（安全規則第8条）、（8）運行指示書【作成、指示又
は携行の義務違反】(安全規則第9条の3第1項～第3項)、（9）「貨物自
動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の
指針」（以下「指導監督告示」）による運転者に対する指導及び監督
違反【大部分不適切】（安全規則第10条第1項）、（10）指導監督告示
による運転者に対する特別な指導及び運転適性診断受診義務違反【運
転適性診断の受診状況】（安全規則第10条第2項）、（11）健康保険
法、厚生年金保険法、労働者災害補償保険法及び雇用保険法に基づく
社会保険等加入義務者が社会保険等に未加入（貨物自動車運送事業法
施行規則第14条第2号）

10 10

貨物 2023 9 28

株式会社日本パック運送
（法人番号
1140001044601）代表
者織田サツキ

兵庫県加古郡稲美町中
一色780

本社
兵庫県加古郡稲
美町中一色780

輸送施設の使用停止
（140日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和5年2月3日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。5件の違
反が認められた。（1）疾病、疲労等のおそれのある乗務（貨物自動車
運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第6項）、（2）点検
整備違反【定期点検整備等の未実施】（安全規則第3条の3、道路運送
車両法第48条）、（3）点呼の記録違反【記録】（安全規則第7条第5
項）、（4）乗務等の記録違反【記録】（安全規則第8条）、（5）「貨
物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監
督の指針」による運転者に対する指導及び監督違反【大部分不適切】
（安全規則第10条第1項）

14 14

貨物 2023 9 29

株式会社アヴァック（法
人番号
8120901021356）代表
者今本亜紀子

大阪府箕面市船場東一
丁目12番40号

本社
大阪府箕面市船
場東一丁目12番
40号

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

令和5年6月12日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。1件の違
反が認められた。（1）過積載運送の引受け、指示等【過積載による運
送の引受け】（貨物自動車運送事業法第17条第3項）

3 1

貨物 2023 9 1

マスカット物流株式会社
(法人番号
2260001009574)代表者
川上文行

岡山県岡山市南区藤田
804-1

岡山営業所
岡山県玉野市
槌ヶ原2072番地
11

輸送施設の使用停止
(60日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号及び同条第4項

令和5年2月21日及び同年3月16日、死亡事故を端緒として監査を実施。
9件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運
送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(2)疾病、疲労等
のおそれのある乗務禁止違反(安全規則第3条第6項)、(3)点呼の実施義
務違反(安全規則第7条第1項、第2項及び第3項)、(4)点呼の記録事項義
務違反(安全規則第7条第5項)、(5)乗務等の記録事項義務違反(安全規則
第8条)、(6)運行指示書の作成義務違反(安全規則第9条の3第1項)、(7)
運転者台帳の記載事項義務違反（安全規則第9条の5第1項）、(8)特定
の運転者に対する特別な指導義務違反(安全規則第10条第2項)、(9)特定
の運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)

6 6

貨物 2023 9 5

岡山丸善運輸株式会社
（法人番号
4260001009936）代表
亀谷睦

岡山県玉野市槌ケ原
2084-1

香川営業所
香川県三豊市三
野町下高瀬50番
地1

輸送施設の使用停止
（40日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号、第4項

令和5年5月31日及び同年6月8日、同年6月12日、利用者等からの苦情
等を端緒として監査を実施したところ、8件の違反が確認された。(1)運
転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間及び連
続運転時間の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状
態で乗務していた者があったこと（貨物自動車運送事業輸送安全規則
（以下「安全規則」）第3条第4項）、(2)運転者等に対する点呼が確実
になされていなかったこと（安全規則第7条第1項、第2項、第3項）、
(3)運転者等の業務について定められた事項の記録が不適切であったこ
と（安全規則第8条）、(4)運行指示書を作成していなかったこと（安全
規則第9条の3第1項、第2項、第3項）、(5)運行指示書に記載すべき事
項が不適切であったこと（安全規則第9条の3第1項、第2項、第3項）、
(6)運転者等台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと
（安全規則第9条の5第1項）、(7)事業用自動車の運行の安全を確保す
るために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと（安全
規則第10条第1項）、(8)事業用自動車の運行の安全を確保するために
必要な運転者に対する指導監督の記録に記載すべき事項が不適切で
あったこと（安全規則第10条第1項）

4 4

貨物 2023 9 12

ロットサービス有限会社
（法人番号
5470002008808）代表
者横川和弘

香川県高松市朝日町5丁
目4番33号

本社営業所
香川県高松市朝
日町5丁目4-33

輸送施設の使用停止
（10日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和5年6月23日、公安委員会からの通報を端緒として監査を実施した
ところ、3件の違反が確認された。(1)運転者等の業務について定められ
た事項の記録が不適切であったこと（貨物自動車運送事業輸送安全規
則（以下「安全規則」）第8条）、(2)運転者等台帳の作成が確実になさ
れていなかったこと（安全規則第9条の5第1項）、(3)事業用自動車の
運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切
であったこと（安全規則第10条第1項）

1 1

貨物 2023 9 19
神徳運送株式会社（法人
番号7480001005010）
代表者市橋吉男

徳島県鳴門市大麻町東
馬詰字南開22-1

本社営業所
徳島県鳴門市大
麻町東馬詰字南
開22-1

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和5年7月26日及び同年9月11日、労働局からの通報を端緒として監査
を実施したところ、6件の違反が確認された。(1)運転者等に対する点呼
が確実になされていなかったこと（貨物自動車運送事業輸送安全規則
（以下「安全規則」）第7条第1項、第2項、第3項）、(2)運転者等に対
する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと（安全規則第7条
第5項）、(3)運行記録計による記録が確実になされていなかったこと
（安全規則第9条）、(4)運転者等台帳について定められた事項の記録が
不適切であったこと（安全規則第9条の5第1項）、(5)事業用自動車の
運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督の記録が
確実になされていなかったこと（安全規則第10条第1項）、(6)事業用
自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督
の記録に記載すべき事項が不適切であったこと（安全規則第10条第1
項）

0 0

貨物 2023 9 22

阿波池田通運株式会社
（法人番号
6480001007461）代表
者松田誠祐

徳島県三好市池田町シ
マ684-2

池田営業所
徳島県三好市池
田町シマ684-2

輸送施設の使用停止
（80日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号、第4項

令和5年7月11日及び同年8月22日、労働局からの通報を端緒として監査
を実施したところ、7件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関
する措置が不適切であり、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度を
超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者
があったこと（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）、(2)運転者の過労防止に関する措置が不適切であ
り、運転者が一の運行における最初の勤務を開始してから最後の勤務
を終了するまでの時間が144時間を超えていた者がいたこと（安全規則
第3条第4項）、(3)運転者等に対する点呼が確実になされていなかった
こと（安全規則第7条第1項、第2項、第3項）、(4)運転者等に対する点
呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと（安全規則第7条第5
項）、(5)運行記録計による記録が確実になされていなかったこと（安
全規則第9条）、(6)運行指示書の保存が確実になされていなかったこと
（安全規則第9条の3第4項）、(7)運転者等台帳について定められた事
項の記録が不適切であったこと（安全規則第9条の5第1項）

8 8



貨物 2023 9 22
株式会社千照運輸（法人
番号3500001002355）
代表者大野照旺

愛媛県東温市見奈良字
柚壽之木1241-1

本社営業所
愛媛県東温市見
奈良字柚壽之木
1241-1

輸送施設の使用停止
（160日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第2
号、第4項、第60条
第1項

令和5年1月31日、利用者等からの苦情等を端緒として監査を実施した
ところ、7件の違反が確認された。(1)事業用自動車の定期点検整備等を
実施していなかったこと（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下
「安全規則」）第3条の3）、(2)整備管理者に対して、法令で定められ
た研修を受講させていなかったこと（安全規則第3条の5）、(3)運転者
等に対する点呼の実施が不適切であったこと（安全規則第7条第1項、
第2項、第3項）、(4)運転者等に対する点呼の実施結果の記録が確実に
なされていなかったこと（安全規則第7条第5項）、(5)運転者等台帳の
作成が確実になされていなかったこと（安全規則第9条の5第1項）、
(6)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する
指導監督が不適切であったこと（安全規則第10条第1項）、(7)事業報
告書及び事業実績報告書の提出をしていなかったこと（貨物自動車運
送事業法第60条第1項）

16 16

貨物 2023 9 5
有限会社大石運輸（法人
番号8310002017128）
代表者松岡正美

長崎県大村市岩松町318
番地4

本社営業所
長崎県大村市岩
松町318番地4

輸送施設の使用停止
（70日車）文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
11条、法第17条第1
項第1号、法第17条
第4項

令和4年5月18日、監査実施。10件の違反が認められた。(1)運送約款の
掲示違反(貨物自動車運送事業法施行規則第13条)、(2)乗務時間等の基
準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）
第3条第4項)、(3)乗務時間等の基準なお書き違反(安全規則第3条第4
項)、(4)疾病、疲労等のおそれのある乗務(安全規則第3条第6項)、(5)
乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(6)運行指示書の記載事項
義務違反(安全規則第9条の3第1項～第3項)、(7)運転者台帳の記載事項
義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(8)運転者に対する指導監督違反
(安全規則第10条第1項)、(9)特定運転者に対する特別な指導監督違反
(安全規則第10条第2項)、(10)特定運転者に対する適性診断受診義務違
反(安全規則第10条第2項)

7 7

貨物 2023 9 8
大成運輸株式会社(法人
番号3290801014506)代
表者川上馨

福岡県宮若市小伏1733-
1

福岡営業所
福岡県糟屋郡須
恵町大字植木
1257-15

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和5年8月16日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)

0 0

貨物 2023 9 12
有限会社堀運送（法人番
号2350002004243）代
表者堀義和

宮崎県宮崎市細江3413-
1

本社営業所
宮崎県宮崎市大
字細江字長見通
3413-1

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

令和5年6月6日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)過積載運送
(貨物自動車運送事業法第17条第3項)

4 4

貨物 2023 9 15
東港運輸株式会社（法人
番号8290801005541）
代表者末松雅彦

福岡県北九州市門司区
大字恒見1377

本社営業所
福岡県北九州市
門司区大字恒見
1377

輸送施設の使用停止
（20日車）文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項第1号、
法第17条第4項

令和5年3月7日、監査実施。10件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項)、(2)乗務時間等の基準なお書き違反(安全規則第3条
第4項)、(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項～第3項)、(4)点
呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、(5)乗務等の記録事項義務違
反(安全規則第8条)、(6)運行指示書の記載事項義務違反(安全規則第9条
の3第1項～第3項)、(7)運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第
1項)、(8)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、
(9)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(10)運転者に
対する指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1項)

2 2

貨物 2023 9 26
大三運輸株式会社(法人
番号1290001005357)代
表者日野祐次

福岡県福岡市西区大字
吉武61-1

本社営業所
福岡県福岡市西
区大字吉武61-1

文書警告、文書勧告
貨物自動車運送事業
法(「以下」法」)第
17条第4項

令和5年6月16日、監査実施。5件の違反が認められた。(1)点呼の記録
事項義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第7
条第5項)、(2)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9条)、(3)運
転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(4)運転者に対
する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(5)事業者たる法人の役員、
社員の変更届出義務違反(貨物自動車運送事業法施行規則第44条第1項
第6号)

0 0

貨物 2023 9 7
合名会社友立産業（法人
番号6360003003033）
代表者久場良朝

沖縄県沖縄市知花5丁目
37番1号

本社営業所
沖縄県沖縄市知
花5丁目37番1号

輸送施設の停止（10
日車）、文書警告

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

令和5年7月25日、沖縄県公安委員会から通知のあった道路交通法令違
反を端緒とし監査実施。2件の違反が認められた。(1)過積載運送の引受
け（貨物自動車運送事業法第17条第3項）(2)点検整備記録簿記載義務
違反(道路運送車両法第49条)

1 1

貨物 2023 9 28

バジェット有限会社（法
人番号
2360002003500）代表
者吉武久展

沖縄県沖縄市山内1丁目
12番8号

本社営業所
沖縄県沖縄市山
内1丁目12番7号

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第1項～第3項

令和5年9月4日、酒気を帯びた状態で乗務し単独事故を起こしたという
同社からの報告を端緒に監査を実施。2件の違反が認められた。(1)点呼
の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項～第3項）(2)
乗務等の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条）

0 0

貸切バス 2023 10 24

ＮＴＫ観光バス株式会社
（法人番号
9011501020717）代表
者鈴木菜月

東京都足立区花畑6-38-
11

本社営業所
東京都足立区花
畑6-38-11

文書警告（処分日車
数40日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第３８条第
２項

令和5年4月24日及び令和5年4月25日、定期的な監査を実施。8件の違
反が認められた。(1)運送引受書の記載事項の不備(旅客自動車運送事業
運輸規則(以下｢運輸規則｣)第7条の2第1項)､(2)乗務時間等告示の遵守違
反(運輸規則第21条第1項)､(3)疾病のおそれのある運行の業務(運輸規則
第21条第5項)､(4)業務の記録の記録事項の不備(運輸規則第25条第2項)､
(5)運行指示書の記載事項の不備(運輸規則第28条の2第1項)､(6)運転者
に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､(7)初任運転者に対
する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)､(8)定期点検整備等
の未実施(運輸規則第45条)

4 4

貸切バス 2023 10 24

株式会社アースジャパン
（法人番号
2010801000170）代表
者米澤敏彦

東京都大田区下丸子3-
2-10

本社営業所
東京都大田区下
丸子3-2-10

文書警告（処分日車
数40日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第２４条第
５項

令和5年5月29日、定期的な監査を実施。1件の違反が認められた。(1)
点呼の記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)

4 4

貸切バス 2023 10 24
今井運輸有限会社（法人
番号5030002098653）
代表者今井雅彦

埼玉県川口市八幡木3-
4-10

本社営業所
埼玉県川口市八
幡木3-5-29

文書警告（処分日車
数40日車のため、一
般貸切旅客自動車運
送事業者に対する行
政処分等の基準3．
(6)による）

旅客自動車運送事業
運輸規則第３８条第
２項

令和5年6月22日及び令和5年7月20日、定期的な監査を実施。5件の違
反が認められた。(1)点呼の記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則
(以下｢運輸規則｣)第24条第5項)､(2)運転者に対する指導監督等義務違反
(運輸規則第38条第1項)､(3)高齢運転者に対する特別な指導義務違反(運
輸規則第38条第2項)､(4)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運
輸規則第38条第2項)､(5)運行管理補助者の届出義務違反(運輸規則第68
条)

4 4

貸切バス 2023 11 7
株式会社Ｉ交通（法人番
号3050001019445）代
表者今泉晴夫

茨城県古河市坂間195-6 本社営業所
茨城県古河市坂
間195-6

輸送施設の使用停止
（200日車）

道路運送法第９条の
２第１項

令和4年11月9日、令和4年11月16日及び令和4年12月1日、定期的な監
査を実施。6件の違反が認められた。(1)運賃料金変更事前届出違反(道
路運送法第9条の2第1項)､(2)乗務時間等告示の遵守違反(旅客自動車運
送事業運輸規則(以下｢運輸規則｣)第21条第1項)､(3)疾病のおそれのある
乗務(運輸規則第21条第5項)､(4)点呼の実施等義務違反(運輸規則第24
条)､(5)点呼記録の不実記載(運輸規則第24条第5項)､(6)運転者に対する
指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)

20 20

貸切バス 2023 11 14

もっこり竹の子観光株式
会社（法人番号
1011801014715）代表
者三瓶久一

東京都葛飾区細田1-12-
1

本社営業所
東京都葛飾区細
田1-12-16

輸送施設の使用停止
（100日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第７条の２
第１項

令和5年4月25日、定期的な監査を実施。5件の違反が認められた。(1)
運送引受書の交付義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下｢運輸規
則｣)第7条の2第1項)､(2)運送引受書の記載事項の不備(運輸規則第7条の
2第1項)､(3)点呼の記録義務違反(運輸規則第24条第5項)､(4)運行指示書
の記載事項の不備(運輸規則第28条の2第1項)､(5)運転者に対する指導監
督義務違反(運輸規則第38条第1項)

10 10

貸切バス 2023 11 14
株式会社余呉バス(法人
番号6160001007774）
代表者木下一樹

滋賀県長浜市余呉町中
之郷1152番地1

本社
滋賀県長浜市余
呉町中之郷1152
番地1

警告（処分日車数20
日車のため、一般貸
切旅客自動車運送事
業者に対する行政処
分等の基準3．(6)に
よる）

道路運送法第27条第
3項

令和5年9月12日、法令違反の疑いを端緒として監査を実施。1件の違反
が認められた。疾病、疲労等のおそれのある乗務(旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第5項)

2 2



貸切バス 2023 11 14
はるか交通株式会社(法
人番号2310001011723)
代表者千代田みどり

長崎県諫早市貝津町
1115番地1

本社営業所
長崎県諫早市貝
津町1115番地1

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和4年12月13日、監査実施。4件の違反が認められた。(1)運送引受書
の記載事項不備違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規
則」）第7条の2第1項）、(2)点呼の実施義務違反（運輸規則第24条第1
項～第3項）、(3)点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条第5項）、
(4)運行指示書の記載事項義務違反（運輸規則第28条の2第1項）

4 4

貸切バス 2023 11 16

株式会社古賀タクシー
(法人番号
9290001036312)代表者
後藤正典

福岡県古賀市天神1丁目
4-15

本社営業所
福岡県古賀市天
神1丁目4-15

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和5年10月18日、監査実施。3件の違反が認められた。(1)点呼の記録
事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条
第5項)、(2)運行指示書の記載事項義務違反(運輸規則第28条の2第1
項)、(3)運行管理補助者の選任(解任)届出違反(運輸規則第68条)

6 6

貸切バス 2023 11 17

上五島観光交通有限会社
(法人番号
9310002014355)代表者
本村章子

長崎県南松浦郡新上五
島町有川郷2361-1

本社営業所
長崎県南松浦郡
新上五島町有川
郷2361-1

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和5年10月19日、監査実施。4件の違反が認められた。(1)点呼の記録
事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条
第5項)、(2)業務の記録事項義務違反(運輸規則第25条第1項、第2項、第
4項)、(3)乗務員等台帳の記載事項義務違反(運輸規則第37条第1項)、
(4)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反(運輸規
則第38条第1項)

0 0

貨物 2023 10 2

株式会社ＡｉｒＤｒｉｖ
ｅ（法人番号２４３００
０１０５９９８１）代表
者三島大輔

北海道苫小牧市桜坂町
１丁目８番１５号

本社営業所
北海道苫小牧市
桜坂町１丁目８
番１５号

輸送施設の使用停止
（２５０日車）及び
文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
９条第３項前段、法
第１７条第１項第１
号、法第１７条第１
項第２号、法第１７
条第４項、法第６０
条第１項

令和４年１０月１９日及び令和５年５月１５日、関係機関からの情報
を端緒として監査を実施。１５件の違反が認められた。（１）各営業
所に配置する事業用自動車の種別ごとの数違反（貨物自動車運送事業
法施行規則第６条第１項）、（２）乗務時間等の基準の遵守義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４
項）、（３）疾病・疲労等のおそれのある乗務（安全規則第３条第６
項）、（４）１２月点検整備の実施義務違反（安全規則第３条の
２）、（５）点検整備記録簿等の記載義務違反（安全規則第３条の
２）、（６）整備管理者の研修受講義務違反（安全規則第３条の
４）、（７）点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１項、第２
項）、（８）乗務等の記録事項義務違反（安全規則第８条）、（９）
運行記録計による記録義務違反（安全規則第９条）、（１０）運行記
録計による記録の改ざん・不実記載（安全規則第９条）、（１１）運
転者台帳の作成義務違反（安全規則第９条の５第１項）、（１２）特
定運転者に対する特別な指導義務違反（安全規則第１０条第２項）、
（１３）特定運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第１０
条第２項）、（１４）運行管理者の講習受講義務違反（安全規則第２
３条第１項）、（１５）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第６０
条第１項）

25 25

貨物 2023 10 6
株式会社北土運輸（法人
番号４４６０１０１００
１５６６）代表者松原亨

北海道河西郡芽室町東
１１条１０丁目１－６

本社営業所
北海道河西郡芽
室町東１１条１
０丁目１－６

文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
１７条第１項第１
号、法第１７条第１
項第２号、法第１７
条第４項、道路運送
法第９５条

令和５年９月１３日、第一当事者と推定される死亡事故を引き起こし
たことを端緒として監査を実施。４件の違反が認められた。（１）乗
務時間等の基準の遵守義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
（以下「安全規則」）第３条第４項）、（２）点検整備記録簿等の記
録の保存義務違反（安全規則第３条の２）、（３）運転者に対する指
導監督義務違反（安全規則第１０条第１項）、（４）自動車に関する
表示義務違反（道路運送法第９５条）

0 0

タクシー 2023 10 2 神義久 北海道札幌市厚別区
神ＴＡＸＩ
営業所

北海道札幌市厚
別区

輸送施設の使用停止
（６０日車）

道路運送法第２７条
第３項

令和５年５月１１日、その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を
端緒として監査を実施。１件の違反が認められた。（１）無車検運行
（旅客自動車運送事業運輸規則第４５条）

6 6

貨物 2023 10 4
有限会社森運輸（法人番
号9370002020471）代
表者阿蘇勉

宮城県富谷市石積松貝
14番地

本社営業所
宮城県仙台市泉
区向陽台3-36-18

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
法（以下｢法｣）第17
条第4項

令和5年4月20日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、2件の違
反が認められた｡（1）限度超過車両の通行、条件等違反の防止に係る
指導及び監督の怠慢（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下｢安全規
則｣）第5条の2）、（2）運転者の指導監督義務違反（安全規則第10条
第1項）

2 2

貨物 2023 10 10

株式会社ﾜﾀﾅﾍﾞ運送（法
人番号
8380001008419）代表
者渡辺陽一

福島県郡山市喜久田町
字菖蒲池23番地177

本社営業所
福島県郡山市喜
久田町字菖蒲池
23-177

事業停止（3日）、輸
送施設の使用停止
（172日車）及び文書
警告

法第8条第1項、法第
17条第1項第1号、
法第17条第4項

令和4年11月7日及び12月8日、監査方針を端緒として監査を実施した結
果、14件の違反が認められた｡（1）自動車車庫の位置及び収容能力違
反（貨物自動車運送事業法施行規則（以下｢施行規則｣）第2条第1項第4
号）、（2）乗務時間等告示の遵守違反（安全規則第3条第4項）、
（3）乗務員に対し疾病･疲労等のおそれのある状態での乗務（安全規
則第3条第6項）、（4）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項、第
2項、第3項）、（5）点呼の記録義務違反（安全規則第7条第5項）、
（6）乗務等の記録義務違反【記録なし5件以下】（安全規則第8条）、
（7）乗務等の記録義務違反【記録の改ざん･不実記載】（安全規則第8
条）、（8）運行記録計による記録義務違反【記録なし5件以下】（安
全規則第9条）、（9）運行記録計による記録義務違反【記録の改ざん･
不実記載】（安全規則第9条）、（10）運転者台帳の作成義務違反（安
全規則第9条の5第1項）、（11）運転者の指導監督義務違反（安全規則
第10条第1項）、（12）運転者の指導監督記録義務違反（安全規則第10
条第1項）、（13）初任運転者に対する特別な指導義務違反（安全規則
第10条第2項）、(14)初任運転者に対する運転適性診断受診義務違反
（安全規則第10条第2項）

31 31

貨物 2023 10 16

株式会社MARUTA（法
人番号
2390002010221）代表
者佐藤克之

山形県鶴岡市藤島字村
前35番地

本社営業所
山形県鶴岡市藤
島字村前35

輸送施設の使用停止
（50日車）及び文書
警告

法第17条第1項第1
号、法第17条第4項

令和5年2月14日及び3月28日、監査方針を端緒として監査を実施した結
果、4件の違反が認められた｡（1）乗務時間等告示の遵守違反（安全規
則第3条第4項）、（2）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項、第
2項、第3項）、（3）運転者台帳の作成義務違反（安全規則第9条の5第
1項）、（4）運転者の指導監督義務違反（安全規則第10条第1項）

5 5

貨物 2023 10 31
濱光輸送株式会社（法人
番号4380001014742）
代表者濱田光司

福島県いわき市平塩字
出口43番地1

本社営業所
福島県いわき市
平塩字出口43-1

輸送施設の使用停止
（90日車）及び文書
警告

法第8条第1項、法第
17条第1項第1号、
法第17条第4項

令和5年2月16日及び3月6日、監査方針を端緒として監査を実施した結
果、12件の違反が認められた｡（1）営業所の位置違反（施行規則第2条
第1項第2号）、（2）乗務員の休憩･睡眠施設の位置及び収容能力違反
（施行規則第2条第1項第5号）、（3）乗務時間等告示の遵守違反【未
遵守計16件以上】（安全規則第3条第4項）、（4）乗務時間等告示の遵
守違反【乗務時間等告示なお書きの遵守違反】（安全規則第3条第4
項）、（5）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項、第2項、第3
項）、（6）点呼の記録義務違反（安全規則第7条第5項）、（7）乗務
等の記録義務違反（安全規則第8条）、（8）運転者台帳の作成義務違
反（安全規則第9条の5第1項）、（9）運転者の指導監督義務違反（安
全規則第10条第1項）、（10）運転者の指導監督記録義務違反（安全規
則第10条第1項）、（11）初任運転者に対する特別な指導義務違反（安
全規則第10条第2項）、（12）初任運転者に対する運転適性診断受診義
務違反（安全規則第10条第2項）

9 9

貨物 2023 10 31
塩釜ﾄﾗｯｸ株式会社（法人
番号4370001016806）
代表者及川美千子

宮城県仙台市宮城野区
港3丁目3番3-2号

本社営業所
宮城県仙台市宮
城野区港3丁目3-
3-2

輸送施設の使用停止
（30日車）及び文書
警告

法第17条第1項第1
号、法第17条第4項

令和5年5月31日、酒気帯び運転を端緒として監査を実施した結果、7件
の違反が認められた｡（1）乗務時間等告示の遵守違反（安全規則第3条
第4項）、（2）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項）、（3）点
呼の記録義務違反【一部記録なし】（安全規則第7条第5項）、（4）点
呼の記録義務違反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5項）、
（5）業務の記録義務違反（安全規則第8条）、（6）運行記録計による
記録義務違反（安全規則第9条）、（7）運転者の指導監督義務違反
（安全規則第10条第1項）

3 3



貨物 2023 10 2

ケーピー運送株式会社
（法人番号
3110001016691）代表
者横山繁

新潟県三条市帯織8911
－3

本社営業所
新潟県三条市帯
織8911－3

輸送施設の使用停止
（50日車）

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項及び同条
第4項

令和4年4月27日及び令和5年1月26日、監査実施。9件の違反が認めら
れた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則（以下「安全規則」）第3条第4項）（2）定期点検整備の実施義務
違反（安全規則第3条の2、道路運送車両法第48条）（3）点検整備記録
簿の保存義務違反（安全規則第3条の2、道路運送車両法第49条）（4）
点呼の実施義務違反（安全規則第7条第1項）（5）点呼の記録義務違反
（安全規則第7条第5項）（6）点呼の記録記載不備（安全規則第7条第5
項）（7）乗務等の記録記載不備（安全規則第8条）（8）運行指示書の
作成義務違反（安全規則第9条の3第1項）（9）運転者台帳の作成義務
違反（安全規則第9条の5第1項）

5 5

貨物 2023 10 23
丸進運輸株式会社（法人
番号5140001078950）
代表者半田静夫

兵庫県伊丹市森本8－
104

松本営業所
長野県安曇野市
穂高8421－1

輸送施設の使用停止
（80日車）

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項及び同条
第4項、法第18条第
1項及び同条第3項

令和5年3月6日、監査実施。9件の違反が認められた。（1）乗務時間等
告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）（2）点呼の記録義務違反（安全規則第7条第5項）
（3）乗務等の記録記載不備（安全規則第8条）（4）運行記録計による
記録義務違反（安全規則第9条）（5）運転者台帳の記載不備（安全規
則第9条の5第1項）（6）運転者に対する指導監督違反（安全規則第10
条第1項）（7）運行管理者に対する指導監督違反（安全規則第22条）
（8）運行管理者の選任違反（安全規則第18条第1項）（9）運行管理者
の解任の未届出違反（安全規則第19条）

8 8

貨物 2023 10 23

信州丸進運輸株式会社
（法人番号
8100001026019）代表
者半田祐也

長野県安曇野市穂高
8421－1

本社営業所
長野県安曇野市
穂高8421－1

輸送施設の使用停止
（100日車）

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
9条第1項、法第17
条第1項及び同条第4
項

令和5年3月6日、監査実施。9件の違反が認められた。（1）事業計画変
更認可違反（貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号）（2）
乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下
「安全規則」）第3条第4項）（3）定期点検整備の実施義務違反（安全
規則第3条の2、道路運送車両法第48条）（4）点呼の実施義務違反（安
全規則第7条第1項～第2項）（5）点呼の記録義務違反（安全規則第7条
第5項）（6）運転者台帳の記載不備（安全規則第9条の5第1項）（7）
運転者に対する指導監督違反（安全規則第10条第1項）（8）運転者に
対する指導監督の記録記載不備（安全規則第10条第1項）（9）運行管
理者に対する指導監督違反（安全規則第22条）

10 10

貨物 2023 10 23
長門運輸株式会社（法人
番号6100002016061）
代表者齋藤裕

長野県上田市塩川2500
－53

東御営業所
長野県東御市和
2110－1

輸送施設の使用停止
（70日車）

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項、第3項
及び第4項、法第60
条第1項

令和3年12月28日及び令和4年1月12日、監査実施。10件の違反が認め
られた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）（2）乗務時間等告示の遵守
違反（安全規則第3条第4項）（3）過積載運送防止の指導及び監督の怠
慢違反（安全規則第4条）（4）点呼の実施義務違反（安全規則第7条第
1項～第2項）（5）点呼の記録記載不備（安全規則第7条第5項）（6）
乗務等の記録記載不備（安全規則第8条）（7）運行記録計による記録
違反（安全規則第9条）（8）運行指示書の作成義務違反（安全規則第9
条の3第1項）（9）運行管理者に対する指導監督違反（安全規則第22
条）（10）報告義務違反（法第60条第1項）

18 7

貨物 2023 10 24
有限会社大和陸運（法人
番号4230002013857）
代表者関昌功

富山県射水市殿村421 本社営業所
富山県射水市殿
村424

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項及び同条
第4項

令和5年2月9日、監査実施。8件の違反が認められた。（1）乗務時間等
告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）（2）点呼の記録義務違反（安全規則第7条第5項）
（3）乗務等の記録記載不備（安全規則第8条）（4）乗務等の記録義務
違反（安全規則第8条）（5）運行記録計による記録義務違反（安全規
則第9条）（6）運転者に対する指導監督違反（安全規則第10条第1項）
（7）特定の運転者に対する指導監督違反（安全規則第10条第2項）
（8）特定の運転者に対する適性診断受診義務違反（安全規則第10条第
2項）

6 6

貨物 2023 10 28

赤城山運輸株式会社（法
人番号
4070001032206）代表
者浅野涼美

茨城県小美玉市橋場美
61番地2

石川営業所

石川県羽咋市大
川町北新233番地
6アーバンハイツ
Ｃ号室

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第1項第2
号

令和5年7月6日、監査実施。1件の違反が認められた。（1）定期点検整
備の実施義務違反（安全規則第3条の2、道路運送車両法第48条）

0 0

貨物 4520 2 2

有限会社中村運輸機工
（法人番号
7010802010734）代表
者：中村雅浩

東京都大田区東糀谷１
－１９－１４

本社営業所
東京都大田区東
糀谷１－１９－
１４

事業停止（30日
間）、輸送施設の使
用停止（50日車）、
輸送の安全確保命令

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第18条
第1項

行政処分等を受けたにもかかわらず改善が認められないことを端緒と
して、令和4年10月26日及び同年11月17日、監査を実施。12件の違反
が認められた。(1)点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安
全規則（以下「安全規則」）第7条）、(2)乗務等記録の記載事項違反
（安全規則第8条）、(3)運行記録計による記録義務違反（安全規則第9
条）、(4)運行指示書の作成義務違反（安全規則第9条の3）、(5)運転者
に対する指導監督違反等（安全規則第10条第1項）、(6)高齢運転者に
対する指導監督違反（安全規則第10条第2項）、(7)高齢運転者に対す
る適性診断受診義務違反（安全規則第10条第2項）、(8)定期点検整備
の実施違反（安全規則第3条の3、道路運送車両法第48条）、(9)運行管
理者の選任義務違反（安全規則第18条第1項）、(10)運行管理者の解任
届出違反（安全規則第19条）、(11)事業計画の変更認可違反（貨物自
動車運送事業法第9条第1項）、(12)報告義務違反（貨物自動車運送事
業法第60条第1項）

35 35

貨物 4520 2 2 佐藤充夫
群馬県太田市牛沢町９
６３－１０

本店営業所
群馬県太田市牛
沢町９６３－１
０

輸送施設の使用停止
（120日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年10月7日及び同
年12月5日、監査を実施。11件の違反が認められた。(1)疾病のおそれ
のある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）
第3条第6項）、(2)点呼の実施義務違反等（安全規則第7条）、(3)乗務
等の記録義務違反（安全規則第8条）、(4)乗務等記録の記載事項違反
（安全規則第8条）、(5)運転者に対する指導監督違反（安全規則第10
条第1項）、(6)運行管理規程の制定違反（安全規則第21条第1、2
項）、(7)日常点検の実施違反（安全規則第3条の3、道路運送車両法第
47条の2）、(8)定期点検整備の実施違反（安全規則第3条の3、道路運
送車両法第48条）、(9)整備管理者の研修受講義務違反（安全規則第3
条の5）、(10)運行管理者の講習受講義務違反（安全規則第23条第1
項）、(11)事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1
項）

12 12

貨物 4520 2 2
株式会社オザワ（法人番
号7020001123980）代
表者：小澤清壽

神奈川県横浜市鶴見区
鶴見中央４－３８－１
９

本社営業所
神奈川県横浜市
鶴見区鶴見中央
４－３８－１９

輸送施設の使用停止
（４０日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年11月22日及び令
和5年1月16日、監査を実施。5件の違反が認められた。(1)点呼の実施
義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）
第7条）、(2)運転者に対する指導監督違反等（安全規則第10条第1
項）、(3)整備管理者の研修受講義務違反（安全規則第3条の5）、(4)運
行管理者の講習受講義務違反（安全規則第23条第1項）、(5)報告義務
違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

4 4

貨物 4520 2 2
有限会社綿貫運送（法人
番号6040002079932）
代表者：綿貫尚利

千葉県山武市木原１７
４８－２

本社営業所
千葉県山武市木
原１８１９－２

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

酒気帯び運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和4
年11月22日、監査を実施。3件の違反が認められた。(1)乗務時間等告
示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）、(2)点呼の実施義務違反等（安全規則第7条）、
(3)運転者に対する指導監督違反（安全規則第10条第1項）

1 1

貨物 4520 2 2
和田運輸株式会社（法人
番号3030001014596）
代表者：和田拓也

埼玉県さいたま市緑区
三室２４１０－１

浦和営業所
埼玉県さいたま
市緑区三室２４
０２－７

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和5年5
月25日、監査を実施。2件の違反が認められた。(1)運転者に対する指
導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、(2)
事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）

0 0



貨物 4520 9 9

株式会社サランウイング
サービス（法人番号
5060001023683）代表
者：櫻井強志

栃木県栃木市藤岡町都
賀２４７８－１

本社営業所
栃木県栃木市藤
岡町都賀２４７
８－１

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

労働局からの通報を端緒として、令和5年6月8日及び同年9月22日、監
査を実施。3件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、
(2)点呼記録の記載事項違反（安全規則第7条）、(3)運転者に対する指
導監督違反等（安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 4521 0 10
有限会社宮本運輸（法人
番号8060002024307）
代表者：宮本聡

栃木県那須塩原市一区
町１３６－５

本社営業所
栃木県那須塩原
市一区町１３６
－５

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

酒気帯び運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和5
年6月27日及び同年7月28日、監査を実施。3件の違反が認められた。
(1)乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以
下「安全規則」）第3条第4項）、(2)点呼記録の記載事項違反（安全規
則第7条）、(3)運転者に対する指導監督違反（安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 4521 6 16
株式会社大協（法人番号
8070001012682）代表
者：松井清

群馬県藤岡市鬼石５０
１－４

本社営業所
群馬県藤岡市鬼
石５０１－４

輸送施設の使用停止
（50日車）

貨物自動車運送事業
法第9条第1項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年11月30日及び同
年12月2日、監査を実施。5件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示
の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）
第3条第4項）、(2)点呼の実施義務違反等（安全規則第7条）、(3)運行
記録計による記録義務違反（安全規則第9条）、(4)運転者に対する指導
監督違反（安全規則第10条第1項）、(5)事業計画の変更認可違反（貨
物自動車運送事業法第9条第1項）

5 5

貨物 4521 6 16
有限会社松井運輸（法人
番号2070002016614）
代表者：金井正弘

群馬県甘楽郡甘楽町白
倉９６－１

本社営業所
群馬県甘楽郡甘
楽町大字福島２
８１

輸送施設の使用停止
（50日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年11月30日、監査
を実施。5件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、(2)
点呼の実施義務違反等（安全規則第7条）、(3)運行指示書の作成義務違
反（安全規則第9条の3）、(4)運転者に対する指導監督違反（安全規則
第10条第1項）、(5)事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法
第9条第1項）

5 5

貨物 4521 6 16

佐々木土木株式会社（法
人番号
4011701012171）代表
者：佐々木更三

東京都江戸川区南葛西
６－２－１

本社営業所
東京都江戸川区
南葛西６－２－
１

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

過積載運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和5年
4月24日、監査を実施。1件の違反が認められた。(1)過積載運送（貨物
自動車運送事業法第17条第3項）

3 3

貨物 4522 3 23
有限会社丸昌運輸（法人
番号2060002030748）
代表者：髙田昌幸

栃木県下野市石橋１５
６３－７８

本社営業所
栃木県下野市石
橋１５６３－７
８

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年11月28日、監査
を実施。5件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、(2)
点呼の実施義務違反（安全規則第7条）、(3)乗務等の記録義務違反（安
全規則第8条）、(4)乗務等記録の記載事項違反（安全規則第8条）、(5)
運行記録計による記録義務違反（安全規則第9条）

3 3

貨物 4523 0 30
有限会社ツル重機（法人
番号3090002010358）
代表者：志村保夫

山梨県都留市境５９５ 本社営業所
山梨県都留市境
５９５

輸送施設の使用停止
（140日）

道路運送車両法第58
条第1項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年10月12日及び同
年11月14日、監査を実施。10件の違反が認められた。(1)乗務時間等告
示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）、(2)疾病のおそれのある乗務（安全規則第3条第6
項）、(3)点呼の実施義務違反等（安全規則第7条）、(4)乗務等記録の
記載事項違反（安全規則第8条）、(5)運行記録計による記録義務違反
（安全規則第9条）、(6)運行指示書の作成義務違反（安全規則第9条の
3）、(7)運転者に対する指導監督違反等（安全規則第10条第1項）、(8)
定期点検整備の実施違反（安全規則第3条の3、道路運送車両法第48
条）、(9)点検整備記録簿の保存義務違反（安全規則第3条の3、道路運
送車両法第49条）、(10)無車検運行（安全規則第3条の3、道路運送車
両法第58条第1項）

14 14

貨物 4523 0 30

株式会社ファニーネット
ワーク（法人番号
7021001055363）代表
者：八木千秋

神奈川県相模原市中央
区中央５－８－６

本社営業所
神奈川県相模原
市中央区中央５
－８－６

輸送施設の使用停止
（80日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年12月2日及び令
和5年1月19日、監査を実施。8件の違反が認められた。(1)乗務時間等
告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項）、(2)疾病のおそれのある乗務（安全規則第3条第6
項）、(3)点呼の実施義務違反等（安全規則第7条）、(4)運行記録計に
よる記録義務違反（安全規則第9条）、(5)運転者に対する指導監督違反
等（安全規則第10条第1項）、(6)初任運転者に対する適性診断受診義
務違反（安全規則第10条第2項）、(7)事業計画の変更認可違反（貨物
自動車運送事業法第9条第1項）、(8)報告義務違反（貨物自動車運送事
業法第60条第1項）

8 8

貨物 4523 0 30
丸送物流株式会社（法人
番号4120101050903）
代表者：松村寛二

大阪府貝塚市三ツ松８
２３－９

神奈川営業
所

神奈川県厚木市
妻田西１－１５
－１２

輸送施設の使用停止
（70日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

酒気帯び運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和4
年10月19日及び同年11月11日、監査を実施。8件の違反が認められ
た。(1)乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
（以下「安全規則」）第3条第4項）、(2)点呼の実施義務違反等（安全
規則第7条）、(3)乗務等記録の記載事項違反（安全規則第8条）、(4)運
行指示書の作成義務違反（安全規則第9条の3）、(5)運転者に対する指
導監督違反（安全規則第10条第1項）、(6)初任運転者に対する適性診
断受診義務違反（安全規則第10条第2項）、(7)事業計画の変更認可違
反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、(8)事業計画事前届出違反
（貨物自動車運送事業法第9条第3項）

7 7

貨物 4523 0 30
中央運送株式会社（法人
番号9010001050167）
代表者：椎名幸子

東京都中央区豊海町６
－３

本社営業所
東京都中央区豊
海町６－３

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

過積載運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和5年
5月19日、監査を実施。1件の違反が認められた。(1)過積載運送（貨物
自動車運送事業法第17条第3項）

3 3

タクシー 2023 10 3

昭和タクシー株式会社
（法人番号
8030001086895）代表
者：明野真久

埼玉県行田市中央１－
２

本社営業所
埼玉県行田市中
央１－２

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第２４条第
５項

令和5年7月24日及び令和5年8月10日、車両火災事故を引き起こしたこ
とを端緒として監査を実施。1件の違反が認められた。(1)点呼の記録事
項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第24条第5項)

0 0

タクシー 2023 10 11
板子運送有限会社（法人
番号6011802000726）
代表者：板子芳和

東京都葛飾区西亀有３
－３５－１６

本社営業所
東京都葛飾区西
亀有３－３５－
１６

輸送施設の使用停止
（150日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第２１条第
５項

令和4年9月22日及び令和4年10月12日、法令違反の疑いがある旨の情
報を端緒として監査を実施。11件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第21条
第1項)､(2)健康状態の把握義務違反(運輸規則第21条第5項)､(3)点呼の
実施等義務違反(運輸規則第24条)､(4)運転者に対する指導監督等義務違
反(運輸規則第38条第1項)､(5)高齢運転者に対する告示で定める特別な
指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､(6)高齢運転者に対する適性診断
受診義務違反(運輸規則第38条第2項)､(7)定期点検整備の未実施(道路運
送車両法第48条)､(8)整備管理者の研修受講義務違反(運輸規則第46条)､
(9)運行管理補助者の要件違反(運輸規則第47条の9第3項)､(10)運行管理
者の講習受講義務違反(運輸規則第48条の4第1項)､(11)報告義務違反(道
路運送法第94条第1項)

15 15

タクシー 2023 10 11

株式会社ＦＩＴＪａｐａ
ｎ（法人番号
3011701021009）代表
者：川島三男

東京都江戸川区瑞江１
－２６－１１福島ビル
２０１号

成田営業所

千葉県富里市七
栄６４６－６６
５香山ビル１０
６号室

輸送施設の使用停止
（70日車）

道路運送法第９条の
３第１項

令和5年1月24日、事業拡大をしたことを端緒として監査を実施。10件
の違反が認められた。(1)運賃料金認可違反(道路運送法(以下､運送法)
第9条の3第1項)､(2)事業計画の事前変更届出違反(運送法第15条第3項)､
(3)点呼の実施等義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規
則)第24条)､(4)乗務記録の記録事項の不備(運輸規則第25条)､(5)新任運
転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第36条第2項)､(6)運転者に対
する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)､(7)初任運転者に対す
る告示で定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､(8)初任運
転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)､(9)定期点
検整備の未実施(道路運送車両法(以下､車両法)第48条)､(10)点検整備記
録簿の記載義務違反(車両法第49条)

7 7



タクシー 2023 10 11

株式会社アース国際（法
人番号
7040001118013）代表
者：高雲雷

千葉県千葉市若葉区小
倉町１２０５－２１

本社営業所

千葉県佐倉市上
座３２５－２Ｌ
ＡＺＦＩＴＨ
ユーカリが丘２
０３号室

輸送施設の使用停止
（30日車）

道路運送法第９条の
３第１項

令和5年3月14日及び令和5年3月16日、新規許可を受けたことを端緒と
して監査を実施。5件の違反が認められた。(1)運賃料金認可違反(道路
運送法(以下､運送法)第9条の3第1項)､(2)事業計画の事前変更届出違反
(運送法第15条第3項)､(3)点呼の記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸
規則(以下､運輸規則)第24条第5項)､(4)事業用自動車内の運転者氏名等
掲示義務違反(運輸規則第42条第1項)､(5)自動車に関する表示義務違反
(運送法第95条)

3 3

タクシー 2023 10 11

株式会社東京タクシー
（法人番号
6011802028230）代表
者：岡田従容

東京都世田谷区深沢５
－２６－１３ルミネ
等々力１０３

世田谷営業
所

東京都世田谷区
深沢５－２６－
１３

輸送施設の使用停止
（10日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第３８条第
２項

令和5年2月27日、法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として監査を
実施。3件の違反が認められた。(1)運転者に対する指導監督義務違反
(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第38条第1項)､(2)高齢運
転者に対する告示で定める特別な指導義務違反(運輸規則第38条第2
項)､(3)高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2
項)

1 1

タクシー 2023 10 24

武蔵野自動車交通株式会
社（法人番号
7012401003400）代表
者：田原泰弘

東京都小金井市緑町５
－５－２

本社営業所
東京都小金井市
緑町５－５－２

輸送施設の使用停止
（47日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第２１条第
１項

令和5年1月20日、法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として監査を
実施。6件の違反が認められた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(旅客
自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第21条第1項)､(2)健康状態の
把握義務違反(運輸規則第21条第5項)､(3)運転者に対する指導監督等義
務違反(運輸規則第38条第1項)､(4)高齢運転者に対する告示で定める特
別な指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､(5)高齢運転者に対する適性
診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)､(6)運行管理者の講習受講義
務違反(運輸規則第48条の4第1項)

5 5

タクシー 2023 10 24

社長ハイヤー株式会社
（法人番号
3010801029837）代表
者：太田英樹

東京都大田区上池台１
－１５－１１－２０２

本社営業所
東京都大田区上
池台１－１５－
１１－２０２

輸送施設の使用停止
（20日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第２１条第
５項

令和4年10月6日及び令和4年11月10日、新規許可を受けたことを端緒
として監査を実施。3件の違反が認められた。(1)健康状態の把握義務違
反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第21条第5項)､(2)運転
者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第38条第1項)､(3)報告義務違
反(道路運送法第94条第1項)

2 2

タクシー 2023 10 31

有限会社ＡＳ国際ハイ
ヤー（法人番号
6010602017451）代表
者：野崎永鳳

東京都足立区花畑４－
３９－１４－２Ｆ－Ｂ

本社営業所
東京都足立区花
畑４－３９－１
４－２Ｆ－Ｂ

輸送施設の使用停止
（30日車）

道路運送法第１５条
第１項

令和5年1月26日及び令和5年2月9日、新規許可を受けたことを端緒とし
て監査を実施。4件の違反が認められた。(1)事業計画の変更認可違反
(道路運送法第15条第1項)､(2)点呼の記録事項義務違反(旅客自動車運送
事業運輸規則(以下､運輸規則)第24条第5項)､(3)運転者に対する指導監
督等義務違反(運輸規則第38条第1項)､(4)整備管理者の研修受講義務違
反(運輸規則第46条)

5 3

タクシー 2023 10 31
株式会社世航（法人番号
7040001083091）代表
者：許曼?

千葉県成田市三里塚御
料１－１０７９

本社営業所
千葉県成田市三
里塚御料１－１
０７９

輸送施設の使用停止
（10日車）

旅客自動車運送事業
運輸規則第３８条第
２項

令和5年3月3日及び令和5年3月27日、新規許可を受けたことを端緒とし
て監査を実施。5件の違反が認められた。(1)健康状態の把握義務違反
(旅客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)第21条第5項)､(2)点呼の
実施等義務違反(運輸規則第24条)､(3)乗務記録の記録事項の不備(運輸
規則第25条)､(4)初任運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第
38条第2項)､(5)報告義務違反(道路運送法第94条第1項)

1 1

乗合バス 2023 10 11

川崎鶴見臨港バス株式会
社（法人番号：
5020001072478）代表
者：平位武

神奈川県川崎市川崎区
中瀬３－２１－６

塩浜営業所
神奈川県川崎市
川崎区塩浜３－
１０－１０

輸送施設の使用停止
（30日車）

道路運送法第１３条
令和5年4月19日、調査を実施。1件の違反が認められた。(1)運送引受
義務違反(道路運送法第13条)

3 3

貨物 2023 10 2

株式会社岐阜マルナカ
（法人番号
5200001032959）代表
者吉仲勇

岐阜県岐阜市茜部新所
2-5

本社営業所
岐阜県安八郡安
八町森部字南沼
1790-1

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第5項

令和5年9月14日、死亡事故を引き起こしたことを端緒として、監査を
実施。6件の違反が認められた。(1)点呼の記録記載事項等不備(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(2)業務の記録記載事項等不備
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(3)業務の記録保存義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(4)運行記録計による記録保
存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(5)運転者に対す
る指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､
(6)運転者に対する指導監督記録記載事項等の不備(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第1項)

0 0

貨物 2023 10 4
ＳＫ物流株式会社（法人
番号8180301004666)代
表者須賀代司

愛知県岡崎市切山町下
一色平24番地1

田原営業所
愛知県田原市田
原町新清谷46番
地

輸送施設の使用停止
(60日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の3

令和5年5月9日及び令和5年5月17日､監査方針に基づいて､監査を実施｡
6件の違反が認められた｡(1)定期点検未実施(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第3条の3)､(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録記載事項等不備(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(4)業務の記録記載事項等不備(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(5)運行記録計による記録保存義務
違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(6)運転者等台帳の記載
事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)

6 6

貨物 2023 10 6

株式会社ニヤクコーポ
レーション（法人番号
3010601042032)代表者
堀江浩太

東京都江東区冬木14-5
中部支店桑
名事業所

三重県四日市市
八田3丁目879

輸送施設の使用停止
(10日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の5

令和5年6月2日､死亡事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡5件の違反が認められた｡(1)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条の5)､(2)点呼の記録記載事項等不備(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(3)運転者に対する指導監
督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(4)運転者
に対する指導監督記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10
条第1項)､(5)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第2項)

1 1

貨物 2023 10 11

株式会社長岡サンコー
（法人番号
4110001024149)代表者
六車亮子

新潟県長岡市福道町310
番地

愛知営業所
愛知県豊橋市野
依町三割1-1

輸送施設の使用停止
(10日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

令和5年6月8日､死亡事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡13件の違反が認められた｡(1)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第6項)､(2)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第3条の5)､(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(4)点呼の記録記載事項等不
備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)業務の記録記載事
項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(6)運行記録計によ
る記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(7)運転者等
台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1
項)､(8)運転者等台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第9条の5第1項)､(9)運転者等台帳の保存義務違反(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第9条の5第2項)､(10)運転者に対する指導監督義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(11)運転者に対する指
導監督記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第
1項)､(12)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第2項)､(13)特定の運転者に対する運転適性診断未受診
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)

1 1

貨物 2023 10 11

株式会社Ｔ．Ｂｅｌｉｅ
ｆ（法人番号
4180001125782)代表者
古賀武志

愛知県名古屋市港区七
反野1丁目602番地(第2
ｺｰﾎﾟ豊202号)

名古屋営業
所

愛知県名古屋市
港区藤前3丁目
504番地

輸送施設の使用停止
(40日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

令和5年6月27日､関係機関からの情報を端緒として､監査を実施｡7件の
違反が認められた｡(1)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第6項)､(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録記載事項等不備(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第7条第5項)､(4)業務の記録記載事項等不備(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第8条)､(5)運転者等台帳の作成義務違反(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(6)運転者等台帳の記載
事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(7)事業
報告書及び事業実績報告書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項)

4 4



貨物 2023 10 11
金八運送有限会社（法人
番号2190002013764)代
表者山本祥介

三重県松阪市大黒田町
766-17

三雲営業所
三重県松阪市中
道町字浜田608-1

輸送施設の使用停止
(30日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和5年5月31日､重傷事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡11件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)健康診断未受診(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第3条第6項)､(3)点呼の記録義務違反(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(4)点呼の記録記載事項等不備(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)業務の記録義務違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(6)業務の記録記載事項等不備(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(7)運転者等台帳の記載事項等不
備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(8)運転者に対す
る指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､
(9)運転者に対する指導監督記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第1項)､(10)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(11)事業報告書及び事業実績報告
書未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項)

3 3

貨物 2023 10 12

有限会社松野エクスプレ
ス（法人番号
2080402015603）代表
者松野秀紀

静岡県浜松市浜北区根
堅1460-1

本社営業所
静岡県浜松市浜
北区根堅字丁ケ
坪1460-1

文書警告
貨物自動車運送事業
法施行規則第6条第1
項第1号

令和5年8月28日、監査方針に基づいて監査を実施。6件の違反が認めら
れた。(1)配置車両数違反(貨物自動車運送事業法施行規則第6条第1項第
1号)､(2)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6
項)､(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1
項及び第2項)､(4)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条第5項)､(5)運転者等台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条の5第1項)､(6)輸送の安全にかかわる情報の公表義務
違反(貨物自動車運送事業法第24条の3)

0 0

貨物 2023 10 13
株式会社マルトク（法人
番号7180001087962)代
表者杉本和昭

愛知県岩倉市石仏町稲
葉116-1

本社営業所
愛知県岩倉市石
仏町稲葉116-1

輸送施設の使用停止
(110日車)、文書警告
及び文書勧告

貨物自動車運送事業
法施行規則第6条第1
項第1号

令和5年4月18日及び令和5年5月22日､公安委員会からの通知を端緒と
して､監査を実施｡19件の違反が認められた｡(1)配置車両数違反(貨物自
動車運送事業法施行規則第6条第1項第1号)､(2)乗務時間等基準告示の遵
守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(3)健康診断未受
診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)､(4)点呼の実施義務違
反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3
項)､(5)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5
項)､(6)点呼の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
7条第5項)､(7)業務の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第8条)､(8)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第9条)､(9)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条の3第1項)､(10)運転者等台帳の作成義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(11)運転者等台帳の記載事
項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(12)運転者
に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第
1項)､(13)運転者に対する指導監督記録記載事項等不備(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第10条第1項)､(14)特定の運転者に対する指導義務違
反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(15)特定の運転者に
対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第
2項)､(16)運行管理者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第22条)､(17)運行管理者の選任解任届出違反(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第19条)､(18)法人の役員等の変更届出義務違反(貨

11 11

貨物 2023 10 16

ロードネット株式会社
（法人番号
2030001108498)代表者
丑久保政男

埼玉県鴻巣市赤見台1-
4-8ﾌﾗｰｼﾞｭ北鴻巣駅前
103

小牧営業所
愛知県江南市布
袋下山町西75第
二杉本ﾋﾞﾙ302

輸送施設の使用停止
(40日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和4年10月13日､公安委員会からの通知を端緒として､監査を実施｡10
件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)点呼の記録義務違反(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(3)点呼の記録記載事項等不備(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(4)業務の記録義務違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(5)運行記録計による記録義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(6)運行指示書による指示義
務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)､(7)運転者等
台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1
項)､(8)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第1項)､(9)運転者に対する指導監督記録記載事項等不備(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(10)特定の運転者に対す
る指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)

4 4

貨物 2023 10 16
先勝通産株式会社（法人
番号4080101008880)代
表者深澤昌克

静岡県富士市宮下字大
道下560-3

本社営業所
静岡県富士市宮
下字大道下560-3

輸送施設の使用停止
(50日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和5年5月16日､監査方針に基づいて､監査を実施｡7件の違反が認めら
れた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条第4項)､(2)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第3条第6項)､(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第7条第1項及び第2項)､(4)業務の記録記載事項等不備(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第8条)､(5)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(6)特定の運転者に対する指導
義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(7)特定の運
転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
10条第2項)

5 5

貨物 2023 10 19

株式会社アタミクリーン
アップ（法人番号
5080101012527）代表
者金坂博文

静岡県熱海市相の原町
22番4号

本社営業所
静岡県熱海市相
の原町1703-14

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第5項

令和5年9月4日、重傷事故を引き起こしたことを端緒として、監査を実
施。6件の違反が認められた。(1)点呼の記録記載事項等不備(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(2)業務の記録記載事項等不備(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(3)運転者等台帳の作成義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(4)運転者等台帳の
記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(5)
運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
10条第1項)､(6)運転者に対する指導監督記録記載事項等の不備(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)

0 0

貨物 2023 10 20
有限会社中野商会（法人
番号9180002052484)代
表者中野誠

愛知県名古屋市中川区
川前町146番地の1

本社営業所
愛知県愛西市内
佐屋町佐屋河原
12番1､13番1

輸送施設の使用停止
(100日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和5年5月16日､関係機関からの情報を端緒として､監査を実施｡11件の
違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)健康診断未受診(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第6項)､(3)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第3条の5)､(4)点呼の実施義務違反(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(5)点呼の記録義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(6)点呼の記録記載事項
等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(7)運転者等台帳
の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(8)
運転者等台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9
条の5第1項)､(9)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第2項)､(10)特定の運転者に対する運転適性診断
未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(11)一般講習受
講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項)

10 10

貨物 2023 10 23
ミナト運輸株式会社（法
人番号4080401017417)
代表者髙橋忠伸

静岡県袋井市松原1580-
1

本社営業所
静岡県袋井市松
原字神前1602番1

輸送施設の使用停止
(20日車)

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
の5

令和5年6月27日､死亡事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡2件の違反が認められた｡(1)整備管理者の研修受講義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条の5)､(2)運転者に対する指導監督義務
違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)

2 2



貨物 2023 10 24
有限会社南洲運輸（法人
番号4180002090605)代
表者池田博文

愛知県愛西市内佐屋町
佐屋河原55番地1

立田営業所

愛知県津島市西
柳原町3丁目38番
地若山ﾊｲﾂ303号
室

事業停止14日間、輸
送施設の使用停止
(400日車)、文書警告
及び輸送の安全確保
命令

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和5年1月18日及び令和5年2月28日､監査方針に基づいて､監査を実
施｡26件の違反が認められた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運
送事業法施行規則第2条第1項第4号)､(2)事業計画の変更認可違反(貨物
自動車運送事業法施行規則第2条第1項第3号)､(3)配置車両数違反(貨物
自動車運送事業法施行規則第6条第1項第1号)､(4)運送約款の掲示義務違
反(貨物自動車運送事業法第11条)､(5)乗務時間等基準告示の遵守違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(6)健康診断未受診(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)､(7)無車検運行(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第3条の3)､(8)自動車検査証の備付け違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条の3)､(9)定期点検未実施(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第3条の3)､(10)点呼の実施義務違反(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(11)点呼の記録義務違反(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(12)点呼の記録記載事項等
不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(13)点呼の記録不
実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(14)業務の記録
義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(15)業務の記録記載
事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(16)業務の記録不
実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(17)運行記録計による
記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(18)運転者等台
帳の作成義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､
(19)運転者等台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第9条の5第1項)､(20)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送

64 54

貨物 2023 10 24
株式会社愛成商事（法人
番号9190001013932)代
表者池田郁美

三重県桑名市長島町押
付536番地5

中部営業所
三重県桑名市八
幡町48番地

輸送施設の使用停止
(210日車)及び文書警
告並びに輸送の安全
確保命令

貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第4号

令和4年10月21日及び令和4年11月22日､監査方針に基づいて､監査を実
施｡19件の違反が認められた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動車運
送事業法施行規則第2条第1項第4号)､(2)配置車両数違反(貨物自動車運
送事業法施行規則第6条第1項第1号)､(3)事業計画事後届出違反(貨物自
動車運送事業法施行規則第7条第1項第4号)､(4)乗務時間等基準告示の遵
守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(5)点検整備記録
簿等の記録保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の3)､
(6)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及
び第2項)､(7)点呼の記録不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第5項)､(8)業務の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8
条)､(9)業務の記録不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､
(10)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第9条)､(11)運行指示書の保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第9条の3第4項)､(12)運転者等台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(13)運転者に対する指導監督義務違
反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(14)運転者に対する
指導監督記録保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第
1項)､(15)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第2項)､(16)特定の運転者に対する運転適性診断未受診
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(17)運行管理者に対す
る指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条)､(18)輸
送の安全にかかわる情報の公表義務違反(貨物自動車運送事業法第24条
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貨物 2023 10 25
米山運送有限会社（法人
番号2080002006275)代
表者米山貴雄

静岡県静岡市葵区籠上
14番4号

本社営業所
静岡県静岡市葵
区籠上14番4号

輸送施設の使用停止
(20日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条
第5項

令和5年5月30日及び令和5年6月15日､重傷事故を引き起こしたことを
端緒として､監査を実施｡7件の違反が認められた｡(1)点呼の記録義務違
反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(2)業務の記録記載事
項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(3)運行記録計によ
る記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(4)運転者等
台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1
項)､(5)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第1項)､(6)運転者に対する指導監督記録義務違反(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(7)特定の運転者に対する運転適
性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)

2 2

貨物 2023 10 25
岡崎運送株式会社（法人
番号8180301000310)代
表者水越清彦

愛知県岡崎市東牧内町
字堤外30番地2

本社営業所
愛知県岡崎市東
牧内町字堤外30
番2､31番2

輸送施設の使用停止
(20日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和5年3月7日､死亡事故を引き起こしたことを端緒として､監査を実
施｡10件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)健康診断未受診(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第3条第6項)､(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)､(4)点呼の記
録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)点呼の記
録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(6)業
務の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(7)
運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9
条)､(8)運行指示書の記載事項等の不備(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第9条の3第1項)､(9)運転者等台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(10)運転者に対する指導監督義務違
反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)

2 2

貨物 2023 10 25
有限会社恵比寿陸運（法
人番号8180302014474)
代表者北野愛子

愛知県豊川市本野ｹ原4
丁目96

本社営業所
愛知県豊川市本
野ヶ原4丁目96番
地

輸送施設の使用停止
(110日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和5年6月1日及び令和5年6月29日､関係機関からの情報を端緒として､
監査を実施｡9件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)整備管理者の研修受
講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の5)､(3)点呼の実施
義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(4)
点呼の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5
項)､(5)点呼の記録不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5
項)､(6)業務の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
8条)､(7)業務の記録保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8
条)､(8)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第9条)､(9)運行記録計による記録保存義務違反(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条)

11 11

貨物 2023 10 25

有限会社ファーストオー
ト（法人番号
5180002090827)代表者
野依正人

愛知県弥富市前ｹ平3丁
目122

本社営業所
愛知県北名古屋
市鍛治ヶ一色西2
丁目68番地

輸送施設の使用停止
(70日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和5年4月25日､公安委員会からの通知を端緒として､監査を実施｡10件
の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)健康診断未受診(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第3条第6項)､(3)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3項)､(4)業務の記録記載
事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(5)運行記録計に
よる記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(6)運行指
示書の記載事項等の不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第
1項)､(7)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第1項)､(8)運転者に対する指導監督記録義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(9)運転者に対する指導監督記
録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(10)
運行管理者に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第22条)

7 7



貨物 2023 10 27

有限会社丸十輸送サービ
ス（法人番号
7080002005578)代表者
長島道宏

静岡県静岡市葵区千代
1-7-30

本社営業所
静岡県静岡市葵
区千代1-7-30(千
代字大場330)

輸送施設の使用停止
(30日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和5年6月2日及び令和5年6月19日､労働局からの通報を端緒として､監
査を実施｡7件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)整備管理者の研修受
講義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の5)､(3)点呼の実施
義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(4)
点呼の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5
項)､(5)業務の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
8条)､(6)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第9条)､(7)運転者等台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第9条の5第1項)

3 3

貨物 2023 10 27
大富運輸株式会社（法人
番号4080101000326)代
表者大木理暁

静岡県沼津市東椎路
650-2

本社営業所
静岡県沼津市東
椎路650-2

輸送施設の使用停止
(10日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

令和5年5月19日､関係機関からの情報を端緒として､監査を実施｡8件の
違反が認められた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録記載事項等不備
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(4)業務の記録記載事項
等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(5)運行記録計による
記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(6)運転者等台
帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1
項)､(7)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第2項)､(8)運行管理規程の記載事項不適切(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第21条第1項)

1 1

貨物 2023 10 27
有限会社西村商会（法人
番号2180002052367)代
表者西村延彦

愛知県西春日井郡豊山
町大字豊場字諏訪54番
地

本社営業所
愛知県西春日井
郡豊山町大字豊
場字諏訪54

輸送施設の使用停止
(30日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第6項

令和5年6月20日及び令和5年7月18日､重傷事故を引き起こしたことを
端緒として､監査を実施｡11件の違反が認められた｡(1)健康診断未受診
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)､(2)点呼の実施義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(3)点呼の記
録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(4)業
務の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(5)
運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9
条)､(6)運行記録計による記録保存義務違反(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第9条)､(7)運転者等台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条の5第1項)､(8)運転者に対する指導監督義務違反(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(9)運転者に対する指導監
督記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(10)運
転者に対する指導監督記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第1項)､(11)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第10条第2項)

3 3

貨物 2023 10 27

伊勢低温輸送株式会社
（法人番号
1190001011407)代表者
酒井義行

三重県松阪市稲木町
522-3

本社営業所
三重県松阪市稲
木町字川角522-3

輸送施設の使用停止
(60日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法第11条

令和5年4月25日､公安委員会からの通知を端緒として､監査を実施｡16件
の違反が認められた｡(1)運送約款の掲示義務違反(貨物自動車運送事業
法第11条)､(2)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第4項)､(3)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条第6項)､(4)定期点検未実施(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第3条の3)､(5)点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
7条第5項)､(6)点呼の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第5項)､(7)業務の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第8条)､(8)業務の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第8条)､(9)運行記録計による記録義務違反(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条)､(10)運転者等台帳の作成義務違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(11)運転者等台帳の記載事項等不備
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(12)運転者に対する
指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(13)
運転者に対する指導監督記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第10条第1項)､(14)特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第10条第2項)､(15)特定の運転者に対する運転適性
診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(16)輸送の
安全にかかわる情報の公表義務違反(貨物自動車運送事業法第24条の3)

6 6

貨物 2023 10 27

有限会社ダイキ運輸（法
人番号
2190002002511）代表
者小林卓人

三重県津市高野尾町
5327番地の1

本社営業所
三重県津市高野
尾町5327番地の1

文書警告
貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条
の5第1項

令和5年9月29日、監査方針に基づいて、監査を実施。2件の違反が認め
られた。(1)運転者等台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第9条の5第1項)､(2)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第3条第6項)

0 0

乗合バス 2023 10 2

伊豆箱根交通株式会社
（法人番号
2080101000154)代表者
吉村長男

静岡県三島市大場300 三島営業所
静岡県三島市大
場289

文書警告
旅客自動車運送事業
運輸規則第27条第1
項

令和5年2月13日、監査方針に基づき、監査を実施。4件の違反が認めら
れた。(1)運行基準図記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則第27条
第1項)､(2)運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸
規則第38条第1項)､(3)運転者に対する指導監督記録記載事項不備(旅客
自動車運送事業運輸規則第38条第1項)､(4)特定の運転者に対する運転適
性診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)

0 0

タクシー 2023 10 11

株式会社玉利タクシー
（法人番号
4180001097279)代表者
安井春雄

愛知県愛西市勝幡町
2478番地の1

本社営業所
愛知県愛西市勝
幡町2478番地の1

輸送施設の使用停止
(20日車)及び文書警
告

旅客自動車運送事業
運輸規則第21条第1
項

令和5年6月22日、監査方針に基づき、監査を実施。7件の違反が認めら
れた。(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規則
第21条第1項)､(2)点呼の記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第
24条第5項)､(3)点呼の記録記載事項不備(旅客自動車運送事業運輸規則
第24条第5項)､(4)業務の記録の記録事項不備(旅客自動車運送事業運輸
規則第25条第3項)､(5)乗務員等台帳の記載事項等不備(旅客自動車運送
事業運輸規則第37条第1項)､(6)特定の運転者に対する指導義務違反(旅
客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)､(7)特定の運転者に対する運転
適性診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)

2 2

タクシー 2023 10 16
楠交通株式会社（法人番
号4180001011990)代表
者榊原康雄

愛知県名古屋市北区如
来町100番地

本社営業所
愛知県名古屋市
北区如来町100番
地

輸送施設の使用停止
(130日車)及び文書警
告

道路運送法第20条

令和5年6月12日及び令和5年6月16日、監査方針に基づき、監査を実
施。11件の違反が認められた。(1)営業区域外旅客運送違反(道路運送法
第20条)､(2)乗務時間等基準告示の遵守違反(旅客自動車運送事業運輸規
則第21条第1項)､(3)点呼の実施義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則
第24条第1項及び第2項)､(4)点呼の記録記載事項不備(旅客自動車運送事
業運輸規則第24条第5項)､(5)業務の記録の記録事項不備(旅客自動車運
送事業運輸規則第25条第3項)､(6)運行記録計による記録義務違反(旅客
自動車運送事業運輸規則第26条第2項)､(7)乗務員等台帳の記載事項等不
備(旅客自動車運送事業運輸規則第37条第1項)､(8)特定の運転者に対す
る指導義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第2項)､(9)特定の
運転者に対する運転適性診断未受診(旅客自動車運送事業運輸規則第38
条第2項)､(10)整備管理者の研修受講義務違反(旅客自動車運送事業運輸
規則第46条)､(11)補助者の要件違反(旅客自動車運送事業運輸規則第47
条の9第3項)

13 13



タクシー 2023 10 26

平和タクシー株式会社
（法人番号
1080101001731)代表者
鈴木智善

静岡県沼津市市道町11
番19号

三島営業所
静岡県三島市梅
名315-4

輸送施設の使用停止
(30日車)及び文書警
告

道路運送法第23条第
3項

令和5年7月24日及び令和5年8月4日、死亡事故を引き起こしたことを端
緒として、監査を実施。7件の違反が認められた。(1)運行管理者の選任
解任届出違反(道路運送法第23条第3項)､(2)健康診断未受診(旅客自動車
運送事業運輸規則第21条第5項)､(3)運転者に対する指導監督義務違反
(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)､(4)運転者等に対する指導
監督記録義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)､(5)特定
の運転者に対する指導義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第
2項)､(6)特定の運転者に対する運転適性診断未受診(旅客自動車運送事
業運輸規則第38条第2項)､(7)整備管理者の選任変更届出違反(旅客自動
車運送事業運輸規則第45条)

3 3

貨物 2023 10 12

株式会社ミヤモト商事
（法人番号
1130001053462）代表
者宮本将人

京都府久世郡久御山町
佐山西ノ口1-10

本社
京都府久世郡久
御山町佐山西ノ
口1番地の10

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

令和5年8月22日に法令違反の疑いがあることを端緒に監査を実施。4件
の違反が認められた。（1）点呼の記録違反【記載事項等の不備】（貨
物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第7条第5項）、
（2）運転者台帳【記載事項等の不備】（安全規則第9条の5第1項）、
（3）「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指
導及び監督の指針」（以下「指導監督告示」）による運転者に対する
指導及び監督違反【一部不適切】（安全規則第10条第1項）、（4）指
導監督告示による運転者に対する特別な指導及び運転適性診断受診義
務違反【運転適性診断の受診状況】（安全規則第10条第2項）

0 0

貨物 2023 10 18
株式会社隆盛（法人番号
2140001033479）代表
者山田真由美

兵庫県神戸市兵庫区兵
庫町2丁目2番17号

本社
兵庫県神戸市兵
庫区兵庫町2丁目
2番17号

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第3項

令和5年8月17日、公安委員会からの通報を端緒に監査を実施。1件の違
反が認められた。（1）過積載運送の引受け、指示等【過積載による運
送の引受け】（貨物自動車運送事業法第17条第3項）

3 3

貨物 2023 10 19

株式会社かんさいウイン
グ（法人番号
3150001005518）代表
者山田幸治

奈良県奈良市大宮町1丁
目133番5号

大阪
大阪府羽曳野市
野17番地

文書警告
貨物自動車運送事業
法第17条第4項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(放
置行為)が過去1年以内に3件に達した。（1）運転者に対する指導監督
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

貨物 2023 10 24
株式会社宿毛運送（法人
番号6150002007551）
代表者西岡利法

奈良県橿原市雲梯町903 本社
奈良県橿原市雲
梯町903

輸送施設の使用停止
（50日車）

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号

令和5年4月19日及び同年5月8日、関係機関からの情報を端緒に監査を
実施。4件の違反が認められた。（1）疾病、疲労等のおそれのある乗
務（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第6
項）、（2）点呼の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第7条第5
項）、（3）乗務等の記録違反【記載事項等の不備】（安全規則第8
条）、（4）運行記録計による記録違反【記録】（安全規則第9条）

5 5

タクシー 2023 10 10

山陽タクシー株式会社
（法人番号
9140001016147）代表
者吉田育朗

兵庫県神戸市長田区御
屋敷通3ｰ1ｰ1

垂水
兵庫県神戸市垂
水区東垂水町流
田710

警告
道路運送法第27条第
3項

令和5年7月14日及び同年7月26日、事故を引き起こしたことを端緒とし
て監査を実施。1件の違反が認められた。｢旅客自動車運送事業者が事
業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針｣(平成13年国土
交通省告示第1676号。)による運転者に対する指導監督義務違反(旅客
自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

タクシー 2023 10 12

大丸タクシー株式会社
（法人番号
1120001132052）代表
者秋山泰男

大阪府大阪市住之江区
北加賀屋5丁目5番62号

本社
大阪府大阪市住
之江区北加賀屋5
丁目5番62号

警告
道路運送法第27条第
3項

令和5年8月18日、公安委員会からの通報を端緒として監査を実施。1件
の違反が認められた。｢旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者
に対して行う指導及び監督の指針｣(平成13年国土交通省告示第1676
号。)による運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸
規則第38条第1項)

0 0

タクシー 2023 10 19

有限会社湖城タクシー
（法人番号
2160002008131）代表
者谷川幸子

滋賀県彦根市後三条町
365番地4号

本店営業所
滋賀県彦根市後
三条町字松田365
番地4号

警告
道路運送法第27条第
3項

令和5年8月4日、長期未実施を端緒として監査を実施。1件の違反が認
められた。点呼の記録義務違反【記載事項の不備】(旅客自動車運送事
業運輸規則第24条第5項)

0 0

タクシー 2023 10 19
第一交通株式会社（法人
番号8140001002577）
代表者青木勝利）

兵庫県神戸市東灘区深
江浜町80

本社
兵庫県神戸市東
灘区深江浜町80

警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(そ
の他の道路交通法の違反行為)が、過去1年以内に3件に達した。「旅客
自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督
の指針」(平成13年国土交通省告示第1676号。)による運転者に対する
指導監督義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

タクシー 2023 10 20

高井田交通株式会社（法
人番号
7122001004515）代表
者石原都茂子

大阪府東大阪市高井田
本通5丁目1番26号

本社
大阪府東大阪市
高井田本通5丁目
1番26号

警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(放
置駐車違反)が、過去1年以内に3件に達した。「旅客自動車運送事業者
が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」(平成13年
国土交通省告示第1676号。)による運転者に対する指導監督義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

タクシー 2023 10 20

大阪阪神タクシー株式会
社（法人番号
4120001155447）代表
者福浦秀哉

大阪府守口市東郷通3丁
目8番18号

本社
大阪府守口市東
郷通3丁目8番18
号

警告
道路運送法第27条第
3項

公安委員会からの道路交通法第108条の34の規定に基づく通知件数(放
置駐車違反)が、過去1年以内に3件に達した。「旅客自動車運送事業者
が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」(平成13年
国土交通省告示第1676号。)による運転者に対する指導監督義務違反
（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

乗合バス 2023 10 10
下津井電鉄株式会社(法
人番号1260001003330)
代表者永山久仁彦

岡山県岡山市北区大元
駅前3番61号

本社営業所
岡山県岡山市北
区大元駅前3番61
号

輸送施設の使用停止
(20日車)

道路運送法（以下
「法」）第16条第1
項

令和5年8月16日、事業計画に定める業務の確保を行っていなかった旨
の自己申告を受けたことを端緒として監査を実施。1件の違反が認めら
れた。事業計画及び運行計画に定める業務の確保違反（法第16条第1
項）

2 2

乗合バス 2023 10 26
船木鉄道株式会社(法人
番号6250001003987)代
表者田中敬一

山口県宇部市船木980番
地

船木営業所
山口県宇部市大
字船木柿ノ木田
977番地1号

輸送施設の使用停止
(40日車)及び文書警
告

道路運送法（以下
「法」）第12条第1
項及び法27条第3項

令和5年2月1日、同年2月28日及び同年3月28日、情報提供があったこ
と、同一区分の事故を３年間に３回惹起したこと、事業規模の拡大を
行ったことを端緒として監査を実施。10件の違反が認められた。(1)運
送約款の公示義務違反(法第12条第1項)、(2)点呼の記録事項義務違反
(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第5項)、(3)乗
務等の記録事項義務違反(運輸規則第25条第1項及び第4項)、(4)運転基
準図の記載事項義務違反(運輸規則第27条第1項)、(5)運転基準図による
運転者への指導義務違反(運輸規則第27条第1項)、(6)乗務員台帳の記載
事項義務違反(運輸規則第37条第1項)、(7)運転者に対する指導監督義務
違反(運輸規則第38条第1項)、(8)運転者に対する指導監督の記録事項義
務違反（運輸規則第38条第1項）、(9)特定の運転者に対する特別な指
導義務違反(運輸規則第38条第2項)、(10)特定の運転者に対する適性診
断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)

5 4



貨物 2023 10 2

株式会社ガイヤエクスプ
レス（法人番号
7500002023751）代表
里井利計

愛媛県宇和島市寄松甲
1138番地1

本社営業所
愛媛県宇和島市
寄松甲1138-1

輸送施設の使用停止
（50日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号、第4項

令和5年5月10日及び同年6月27日、労働局からの通報を端緒として監査
を実施したところ、8件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関
する措置が不適切であり、所定の拘束時間及び連続運転並びに休日労
働の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務
していた者があったこと（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下
「安全規則」）第3条第4項）、(2)運転者の過労防止に関する措置が不
適切であり、１箇月の拘束時間及び休日労働の限度を超えて乗務して
いた者があったこと（安全規則第3条第4項）、(3)運転者の過労防止に
関する措置が不適切であり、運転者が一の運行における最初の勤務を
開始してから最後の勤務を終了するまでの時間が144時間を超えていた
者がいたこと（安全規則第3条第4項）、(4)運転者等に対する点呼が確
実になされていなかったこと（安全規則第7条第1項、第2項、第3
項）、(5)運転者等に対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であっ
たこと（安全規則第7条第5項）、(6)運転者等の業務について定められ
た事項の記録が不適切であったこと（安全規則第8条）、(7)運行記録計
による記録が確実になされていなかったこと（安全規則第9条）、(8)運
行指示書に記載すべき事項が不適切であったこと（安全規則第9条の3
第1項、第2項、第3項）

5 5

貨物 2023 10 3
東予興産有限会社（法人
番号3500002015273）
代表日浅京太

愛媛県西条市三芳1362-
11

本社営業所
愛媛県西条市三
芳1362-11

輸送施設の使用停止
（30日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1
号、第4項

令和5年7月4日、第一当死亡事故を端緒として監査を実施したところ、
7件の違反が確認された。(1)運転者の過労防止に関する措置が不適切で
あり、所定の拘束時間及び連続運転時間の限度を超え、また所定の休
息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと（貨物
自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3条第4項）、(2)
乗務員等の健康状態の把握が確実になされていなかったこと（安全規
則第3条第6項）、(3)運転者等に対する点呼が確実になされていなかっ
たこと（安全規則第7条第1項、第2項、第3項）、(4)運転者等に対する
点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと（安全規則第7条第5
項）、(5)運転者等の業務について定められた事項の記録が不適切で
あったこと（安全規則第8条）、(6)運行記録計による記録が確実になさ
れていなかったこと（安全規則第9条）、(7)死傷事故を引き起こした運
転者に対して法令で定められた適性診断を受診させていなかったこと
（安全規則第10条第2項）

3 3

タクシー 2023 10 4

観光タクシー株式会社
(法人番号
3290801000654)代表者
藤野秀之

福岡県北九州市小倉北
区神幸町5番地10号

本社営業所
福岡県北九州市
小倉北区神幸町5
番地10号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和5年9月22日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対
する指導監督違反（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

0 0

タクシー 2023 10 4
大丸交通株式会社(法人
番号5290801002343)代
表者藤野秀之

福岡県北九州市小倉北
区江南町5番33号

本社営業所
福岡県北九州市
小倉北区江南町5
番33号

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和5年9月22日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)運転者に対
する指導監督違反（旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項）

1 1

乗合バス 2023 10 11

西鉄バス筑豊株式会社
（法人番号
3290001045426）代表
者髙畠巧

福岡県飯塚市片島2丁目
19番1号

田川支社
福岡県田川市大
字弓削田字秋丸
233-3

輸送施設の使用停止
（20日車）

道路運送法第16条第
1項

令和5年5月12日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)事業計画及
び運行計画に定める業務の確保違反（道路運送法第16条第1項）

2 2

貨物 2023 10 19

アサヒ通運株式会社（法
人番号
8300001006537）代表
者筒井義文

佐賀県鳥栖市江島町
1677番地1

本社営業所
佐賀県鳥栖市江
島町1677番地1

輸送施設の使用停止
（20日車）、文書警
告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項第1号、
法第17条第4項

令和5年6月27日、監査実施。3件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項～第3
項)、(3)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)

2 2

乗合バス 2023 10 20

長崎自動車株式会社（法
人番号
2310001001369）代表
者森田誠

長崎県長崎市新地町3番
地17号

ダイヤラン
ド営業所

長崎県長崎市ダ
イヤランド4丁目
10-276

輸送施設の使用停止
（60日車）

道路運送法第27条第
3項、道路運送車両
法第58条第1項

令和5年4月26日、監査実施。1件の違反が認められた。(1)無車検運行
違反（旅客自動車運送事業運輸規則第45条、道路運送車両法第58条第1
項）

6 6

貨物 2023 10 20
さくら輸送株式会社(法
人番号8330001011344)
代表者城大輔

熊本県山鹿市鹿央町合
里5988番地

本社営業所
熊本県山鹿市鹿
央町合里5988番
地

輸送施設の使用停止
(60日車)、文書警告

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第8
条第1項、法第17条
第1項第1号、法第
17条第4項、法第24
条の3、法第60条第
1項

令和4年11月17日、監査実施。13件の違反が認められた。(1)事業計画
(休憩睡眠施設)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送事業法
第8条第1項)、(2)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸
送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)、(3)疾病、疲労等のおそれ
のある乗務(安全規則第3条第6項)、(4)点呼の実施義務違反(安全規則第
7条第1項～第3項)、(5)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5
項)、(6)運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(7)運転
者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(8)運転者に対す
る指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(9)運転者に対する指導監督の
記録又は指導監督の記録保存違反(安全規則第10条第1項)、(10)特定運
転者に対する特別な指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(11)特定運
転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(12)輸送
の安全に関わる情報の公表違反(安全規則第2条の8)、(13)報告義務違反
(貨物自動車運送事業報告規則第2条第1項)

6 6

貨物 2023 10 20

有限会社あおぞら物流
(法人番号
9290002052234)代表者
藤淳

福岡県久留米市田主丸
町殖木254-10

佐賀営業所
佐賀県三養基郡
みやき町大字江
口2492-28

輸送施設の使用停止
(95日車)、文書警告

貨物自動車運送事業
法（以下「法」）第
17条第1項第1号、
法第17条第1項第2
号、法第17条第4
項、法第18条第3
項、道路運送車両法
（以下｢車両法｣）第
48条、車両法第52
条

令和4年6月21日、監査実施。10件の違反が認められた。(1)乗務時間等
の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第3条第4項)、(2)定期点検整備の実施違反(安全規則第3条の2、
道路運送車両法（以下「車両法」）第48条)、(3)整備管理者の選任(変
更)未届出違反(安全規則第3条の2、車両法第52条)、(4)点呼の記録事項
義務違反(安全規則第7条第5項)、(5)乗務等の記録事項義務違反(安全規
則第8条)、(6)運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1項)、
(7)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(8)運転
者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(9)特定運転者に対す
る特別な指導監督違反(安全規則第10条第2項)、(10)運行管理者の選任
(解任)未届出違反(安全規則第19条)

10 10

タクシー 2023 10 26

株式会社国際タクシー
(法人番号
2290001003087)代表者
上田博憲

福岡県福岡市東区社領1
丁目4-27

本社営業所
福岡県福岡市東
区社領1丁目4-27

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和5年9月8日、監査実施。2件の違反が認められた。(1)乗務員台帳の
作成義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第37条
第1項）、(2)乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条第1項）

0 0

貨物 2023 10 27
株式会社エーブル(法人
番号4330001016446)代
表者増永幸雄

熊本県八代市新港町三
丁目9番地8

本社営業所
熊本県八代市新
港町三丁目9番地
15

輸送施設の使用停止
（20日車）、文書警
告、文書勧告

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第8
条第1項、法第17条
第4項、法第60条第
1項

令和5年6月13日、監査実施。8件の違反が認められた。(1)(2)事業計画
(自動車車庫・配置車両数)に定めるところに従う義務違反(貨物自動車
運送事業法第8条第1項)、(3)運転者台帳の作成義務違反(貨物自動車運
送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第9条の5第1項)、(4)運転者台
帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(5)運転者に対する指
導監督違反(安全規則第10条第1項)、(6)特定運転者に対する特別な指導
監督違反(安全規則第10条第2項)、(7)特定運転者に対する適性診断受診
義務違反(安全規則第10条第2項)、(8)事業者たる法人の役員、社員の変
更届出義務違反(貨物自動車運送事業法施行規則第44条第1項第6号)

2 2

乗合バス 2023 10 30
さつき観光株式会社(法
人番号9310001015833)
代表者白石伊早子

長崎県平戸市田平町小
手田免675-4

本社営業所
長崎県平戸市田
平町小手田免
675-4

文書警告
道路運送法第27条第
3項

令和5年8月31日、監査実施。4件の違反が認められた。(1)運行記録計
による記録義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)
第26条第1項）、(2)運行基準図の記載事項義務違反(運輸規則第27条第
1項)、(3)乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条第1項）、
(4)運転者に対する指導監督違反（運輸規則第38条第1項）

0 0


